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刊
行
に
あ
た
っ
て

南

災

輪

村

長
　
　
　
　
　
　
　

準

村
誌
編
纂
委
員
長
　

三
　

沢
　
　
　

ヽ
｀

村
制
施
行
百
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
、
『
南
箕
輪
村
誌
』
の
刊

行
が
計
画

さ
れ
、

す
で

に
昨
五
十
九
年
末
上
巻

言

然
・
遺
跡
・

信
仰
生
活
・
民
俗
各
編
）
の
発
刊

を
み
ま
し
た
。
内
容
体
裁

と
も
に
稀
に
み

る
す
ば
ら
し
い
出
来

栄
え
と
の
好
評
で
、
文
字
通
り
後
世

に
残

る
「

村
誌

」
と
自
負
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
た
び
昨
年

に
引
き
つ
づ
き
、
下
巻
（
雌
史
編
）
発
刊
の
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
古
代

か
ら
現
代

に
至

る
ま
で
の
村
の
歴

史
を
現

存

す
る
資
料

を
も

と
に
、
な

る
べ
く
平
易

に
詳
述

し
た
も
の
で
、
編
さ
ん
委
員
の
方
々
の
心
血

を
注

い
で
の
集
大
成
と
言

っ
て

も
過

言
で

は
あ
り
ま
せ

ん
。

村

を
理
解
す

る
に
は
、
そ
の
歴

史
を
ひ
も
と
く
こ
と
か
ら
始

ま
る
と
言

わ
れ
ま
す
。
真

の
村

の
姿

を
知

り
、
心

か
ら
村
を
愛
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
村
の
進
む
べ
き
方
向
が
お
の
ず
か
ら
定

ま
り

ま
す
。
こ
の
美
し
い
郷
土
「
南
箕
輪
」

を
永
遠

な
ら
し

め

る

た

め

に

も
、
村
誌
上
下
二
巻

を
座
右
の
書
と
し
て
ご
愛
読
賜

わ
ら
ん
こ

と
を
心

か
ら
お
願
い
致
し
ま
す
。

「
新
し

い
産
業

と
文
化
で
築
く
、
平
和

と
緑

の
南
箕
輪
」
を
目
ざ
し
、
二
十
一
世
紀
へ
向
け
て
村

づ
く
り
が
始

ま
っ
て

い
ま
す
。

村
誌
上
下
二
巻

の
完
成
を
み
、
こ
こ
に
執
筆

・
編
集
・
刊
行

に
関
係
さ

れ
た
皆
さ
ん
、
高
度
な
印
刷
技
術

を
駆
使

さ
れ
た
株
式
会
社

「

ぎ
ょ
う
せ

い
」

の
皆
さ

ん
方
に
深
甚
な

る
敬
意

と
感
謝

を
捧
げ
て
刊
行
の
こ

と
ば
と
致
し

ま
す
。

昭
和
六
十
年
十
月

三
十
口





几

例

一
、
「
南
箕
輪
村
誌
」
は
、
上
下

二
巻
と
し
、
上
巻
に

は
自
然
・
遺
跡
・
信
仰
生
活
・
民
俗

の
四
編

を
、

下
巻

は
歴
史

編
　（
原
始
・

古
代
・
中

世
・
近
世
・
現
代
）

の
一
編

を
も

っ
て
編
集
し
た
。

二
、
上
巻

を
自
然
編
・
遺
跡
編
・
信
仰
生
活
編
・
民
俗
編
と
し
て
、
太
古
か
ら
今
日
に

い
た
る
村
人
の
、
基
底
的
な
生
活

の
流

れ
を

み
、
下
巻

を
歴
史
編
と
し

て
、
原
始

か
ら
古
代
・
中
世
・
近
世
・
現
代

へ
と
一
貫

し
て
記
述
し

た
。

三
、

だ
れ
に
で
も
読

ま
れ
る
よ
う
に
と
、
義
務
教
育
終
了

程
度

を
目

途
と
し

て
、
記
述
は
で
き
る
だ
け
平
易

に
努
め
、

次
の
諸
項
目

に
留
意

し
た
。

田
　

写
真
や
図
表

を
多

く
し
て
、
親
し
み
や
す
く
し
た
。

圓
　

目
次
を
な
る
べ
く
詳
細
に
し
て
、
索
引

を
兼

ね
る
よ
う
に
し
た
。

圓
　

和
暦
対
照
表

を
シ
オ
リ
に
印
刷
し
た
。

㈲
　
本
文

は
、
常
用
漢
字
、
現
代
仮
名
づ
か
い
・
送
り
仮
名
の
つ
け
方

を
原
則
と
し

た
。
固
有
名
詞
・
専
門
用
語

等
や

む
を
え
な

い
も
の
に

は
振

り
仮
名
を
つ
け
た
り
、

（
　
）
で
説
明
を
加
え

た
り
し
た
。

㈲
　
引
用
文
は
、
ほ
ぼ
原
文
を
尊
重
し
た
が
、
白
文
を
読
み
下

し

文
に
改
め
、

ま
た
「

（
コ
ト
）
、
ｊ

（

ヨ
リ
）
、
与
（
卜
）
、
而

巳

（
ノ
ミ
）
な

ど
は
読
み
や

す
く
改

め
た
。

㈲
　
度

量
衡
に

つ
い
て
は
、
当
時
実
際
に
使
用

し
て

い
た
単
位
を
用

い
、

い
ち
い
ち
メ
ー
ト

ル
法
に
換
算
す
る
こ
と

を

省

略

し

㈲
　
数
字
は
原
則
と
し
て
略
記
法
と
す
る
が
、
万
・
億
は
つ
け
る
こ
と
に
し
た
。
た
と
え
ば
二
万
三
千
四
百
五
十
円
を
「
二
万
三

四
五
〇
円
」
と
記
述
し

た
。

㈲
　
度
量
・
比
率
・
温
度
等

の
単
位
は
、
㎏
（
キ

ロ
グ
ラ

ム
）
・
ｔ

（
ト

ン
）
・
ｍ

（
メ
ー
ト

ル
）
・
ｈ
（
ヘ
ク
タ
ー

ル
）

氏
温
度
）
な

ど
の
略
記

号
を
用

い
た
。

四
、
写
真
・
図
表
に

つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
し
た
。

１２

執
筆
者
・
編
集
関
係
者
で
な

い
も
の

だ
け
に
、
撮
影
者
名
、
提
供
者
名
な
ど
を
記
し

た
。

必
要
と
思

わ
れ
る
も
の
忙
は
撮
影
年
月
日

を
記
し

た
。

゜Ｃ

八
摂



五
、
人
名
の
敬
称
は
す
べ
て
省
略
さ
せ
て

い
た
だ

い
た
。

六
、
部
落
と
い
う
用

語
は
民

家
の
一
群

・
村

の
一
部

と
し
て
地
縁

地
域
心

意
味

だ
け
に
使
用

し
か
。

七
、
参
考
文
献
と
か
参
考
図
書
を
巻
末
に
記

載
す
る
こ
と
は
す
べ
て
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
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第１節 村 のあけ ぼの

第

一
章
　

村

の
生
い
立
ち

第
一
節
　
村
の
あ
け
ぼ
の

一
　
南
箕
輪
の
あ
け
ぼ
の

Ｈ
　

生
活
の

舞
台

と
し
て
の
南
箕
輪

伊

那
盆
地

は
、
天
竜
川
上
流
地
域
に

あ
り
へ

西
側

の
木
曽

山
脈
、
東

側
の
赤
石

山
脈

の
間
に
開
け

た
盆
地
で

あ
っ
て
、
北

は
辰
野
町

か
ら
南

は
飯
田
市
南

方
の
天

竜
峡

ま
で
、
長

さ
は
南
北
約

八
〇
ｈ

で
、
伊

那
谷

と
俗

称
さ
れ
る
よ
う
に
細
長

い

盆
地
で

あ
る
。
南
箕
輪
村

は
、
伊
那
盆
地

の
う
ち
、
東
西

の
幅

の
最

も
広
い

（
東

西
約
一
三
1
1）
部
分

の
天
竜
川
右

岸
地
区

に
位
置

し
て
お
町
　

そ
こ

の
氾
濫
原
と
、

扇
状
地
上
に

広
が
る
村
で

あ
る
。

伊
那
盆
地

の
地
形

を
特
色

づ
け

る
も

の
は
扇
状
地

と
河

岸
段

丘
、
及

び
そ
こ
に

堆
積
す

る
テ
フ
ラ
層
で
あ

る
が
、
そ

れ
は
、

ど
の
よ

う
に
し

て
形
成

さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
、
地
質
年
代

の
氷
河
期
・
間

氷
期

の
繰
り

加
え
し
と
そ

の
間

に
起
き
た
地
殼
の
変
動

や
、
気
候
の
変
化
と
密
接
な
関
係
か
お
る
こ
と
が
、
地
質

学
等
の
研

究
に
よ

っ
て
し
だ

い
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
伊

那
盆
地
は
地
質
年
代
の
第
四
期
洪
積

世
（
一
∫
一
〇
〇
万
年
前
）
を
通
じ
て
た
え
ず

沈
降
し

て
お
り
、
盆
地
周
辺

の
山
地

は
上
昇

を
続
け

た
と
い
わ
れ
る
。
山
地

が
上

昇
す

る
と
き
、
そ

の
山
地

か
ら
流

れ
出
す
多
量

の
土
砂

の
た
め
に
山
麓

些
扇
状
地

が
形

成
さ

れ
る

。
こ

れ
は
洪
積
世

の
う
ち

の
間
氷
期
と

い
わ
れ
る
温
暖
な
時
期

の

雨
期
に
多
く
形

成
さ

れ
た
も

の
で
あ

る
が
、
私

た
ち

の
村

の
扇
状
地
も
こ

の
よ
う

に
し
て
形

成
さ
れ

た
の
で
あ

ろ
う

。

こ
の
間
に
、
御
岳
山
は
活
発
な
噴
火
活
動
を
行
な

い
、
そ

の
噴
出
物
は
風
に
乗

つ
て
飛
来
し
、
当
地
方
に
も
し

ば
し

ば
多
量
に
降
下

堆
積
し
、
一
部
に
は
乗
鞍
岳

や
遠
く
九
州

の
恰
良
火
山
等

の
噴
出
物
も
認
め
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
噴
出
物
に
よ

っ

て
厚

い
三
層

の
テ

フ
ラ
層
が
形

成

さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
天

竜
川

の
下

刻
作
用

と
、
地
殻
変
動
に
よ
る
地
盤
の
湾
曲
、
湾
曲
面

の
差
別
浸
食
作
用

、
断
層
活
動
等
に
よ

っ
て
数
段
の
河
岸
段
丘
が
形

成
さ
れ
て

い

る
。本

村

に
お
け
亘

扇
状
地
の
状
態

を
み
る
と
、
木

曽
山
脈
の
北

端
の
経
ケ
岳
山
塊

か
ら
、
大

泉
川

に
よ

っ
て
お
び
た
だ
し

い
土

砂
が
流
出
し
て
形

成
さ
れ
た
も
の
が

大

部
分
で
あ
り
、
北

部
で
は
一
部
帯
無
川

、
南
部
で
は
鳥
谷
川

や
小
沢
川

に
よ
っ

て
流
出
し
た
も
の
も
存
在

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
国

道
一
五
三
号
線
の
西

側
に
沿

い
南
北

に
長

く
大

き
な
段

丘
崖
が
連

な
っ
て
お
り
、

そ
の
段

丘
崖
よ
り
西
、

い
わ

ゆ
る
西
天

竜
水
ｍ

地
域

よ
り
山
麓

ま
で
は
明
瞭

な
断

丘
崖
が
な
く
、

わ
ず
か
に
東

に
向
か
っ
て
傾

斜
平

均
傾
斜
度
一
〇
〇
分
の
四
）
し
て
い
る
が
、

一
見

一
連

の
平
担

面

の
よ
う
に
見

え
、
段

丘
崖
か
ら
経
ヶ
岳

山
麓

ま
で
は
約
五
ｈ

も
あ
り
、
延

々
と

続
く
段

丘
面

を
形
成

し
、
現
在

こ
の
地
方
最
大

の
農
耕
地
域

と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
段

丘
面
（
扇
状
地
）
の

う

ち
扇

央
付
近

は
昔

か
ら
著
し

く
水
に
不
足

す
る
地
域

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
経
ヶ
岳

山
塊

か
ら
流

れ
出

す
小
河
川

は
、
扇
頂
や
扇

端
付

近

で
は
地
表
水

と
し

て
流

れ
て
い
る
が
、
扇
央
で

は
扇
状
地
一
般

の
傾
向

と
同

じ

よ
う
に
地
下

に
浸

透
し
て
流

れ
（
伏
流
）
、
小
河
川

は
多

く
水
無
川

と
な

っ
て
し

ま

う
傾
向

が
強

い
か
ら
で
あ
る
。

以
上

の
よ
う
な
地
形

の
状
態

か
ら
、
扇
央
付
近

は
大
昔

か
ら
特
殊
な
場
所

を
除

い
て
高
木

は
少

な
く
、
僅

か
な
疎
林

と
復
木

を
ま
し
え

た
草
原
状

を
呈
す

る
植
生

で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
江
戸
時
代
こ

の
扇
央

の
大
部
分

が
林

場

と
し
て
利
用

さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
肯
定

さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
し

か
し
、
野

鳥
や
兎
、

猪

、
鹿
等
の
野
生
動
物
群
に
と
っ
て
は
絶
好
の
生
息
の
舞
台
で
あ
っ

た
と
考
え

ら
れ
る
。
野
生
動
物
に
と

っ
て
も
水

は
絶
対
に
欠

く
こ
と

の
で
き
な

い

ｊ
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生
息

の
た
め
の
条
件
で
あ

る
が
、
行
動
力

の
大
き

い
動
物
群
で

は
山
麓
や
扇
端
付

近
に
水

を
求

め
て
、
こ

の
広
大
な
台
地
上

を
縦
横
に
駈
け

め
ぐ

っ
た
と
想
像

さ
れ

る
の
で

あ
る
。
南
殿
部
落
西
南

の
大
泉
川

べ
り
が
猪
子
芝

と
い
わ
れ
、
猪

の
繁

殖

場

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
こ
の
名

が
つ
け
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、

こ
の
よ
う
な

湯

所
は
久
保
、

神
子
柴

に
も
あ
っ
た
こ
と
が
字

名
や
言

い
伝

え
に
残
っ
て
い
る
。

こ

れ
ら
の
こ
と
が
、

こ
の
台
地
上

に
動

物
群

が
豊

か
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
さ
せ

る
の
で
あ
る
。

扇
状

地
の
扇

端
付

近
は
、

各
所
に
伏

流
水
と
な
っ
て
い
た
も
の
が
湧
水
と
な
っ

て
出
て
お
り
、

そ
の
水
量
は
か
な
り
豊
富
で
浙
る
。
各
所
に
出
る
湧
水
は
飲
用

水

―

と
し
て
重
要
視

さ
れ
て
来
た
し
、
現

在
で
も
種
々
の
生
活
用

水
と
し

て

利

用

さ

れ
、

か
つ
て
は
草
場

の
掛
け
水
と
し
て
、

ま
た
水
車
の
動

力
源

と
し

て

利

用

さ

れ
、
現

在
は
「

わ
さ
び
」
の
栽
培
に
使
わ
れ
、
付

近
に
は
高
燥
な
台
地
が
得
ら
れ

易

く
原

始
の
時
代

か
ら
重
要
な
生
活
の
場
所
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

低
位
の
段
丘
崖
か
ら
、
村
の
東
を
流
れ
る
天
竜
川
と
の
間
け
、
沖
積
平
地
と
し

て
、
古
く
か
ら
重
要
な
水
目
地
域
と
な

っ
て

い
る
。
そ
の
沖
積
平
地
は
天
竜
川

の

氾
濫
原
で
、
東
西

か
ら
流
れ
込
む
支
流
の
た
め
天
竜
川
が
大
き
く
蛇
行
し
、
場
所

に
よ

っ
て
広
狭
に
大
き
な
差
か
お
り
、
本
村
地
域
は
久
保
・
塩
ノ
井

の
東
側

の
地

域
の
外
は
割
合

い
に
狭

い
。
こ
こ

の
農
耕
地
は
天
竜
川
や
そ

の
支
流
が
、
そ

の
流

れ
に
よ

っ
て
土
砂
を
運

び
沃
土
と
し
て
堆
積
し

た
も

の
で
あ

る
が
、
昔

は
現
在

の

よ
う
に
沖
積
平
地
が
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
と
こ

ろ
ど
こ

ろ
に
湿
地
帯

を
作

犬

原

始
古
代
社
会
に

お
け

る
格
好
な
稲
作

の
場
所

を
提
供
し
て

く
れ
た
よ
う
で

あ
る
。

し

か
し
、
不

安
定
な
地
帯
ま
で
耕
地
が
拡
張
さ
れ

る
と
、
河
道

の
安
定
し
な

い
往

時
に
あ

っ
て
は
絶
え
ず
水
害
に
あ
う
こ
と
と
な
り
、
人
間
と
水
と

の
闘

い
の
場
所

と
な
っ
た
の
で

あ
る
。

天
竜
川
や
、
そ

れ
に
注
ぐ
支
流
は
昔
は
魚
類
に
恵

ま
れ
、
原
始

の
時
代

か
ら
大

切
な
漁
労

の
場
で
あ

っ
た
と
考
え

ら
れ
、
湿
地

を
流

れ
る
小
河
川
も

魚
の
類

が
繁

殖
の
た
め
に
集
ま
り
重
要
な
採
捕
の
場
と
な
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

気
候
の
面

か
ら
南
箕
輪
の
地
を
み
る
と
、
温
帯
気
候
に
属
し
て
い
て
人
間
生
活

に
は
概
し
て
好
適
な
場
所
で
あ
る
。
冬
季
間
の
寒
さ
は
や
や
厳
し
過
ぎ
る
が
、
長

い
積
雪
期
間
も
な
く
、
夏

季
は
か
な
り
暑
く
な
る
が
か
ら
っ
と
し
て

い
て
凌
ぎ
易

い
か
ら
で
あ
る
。
雨
量
も

ぼ
ぼ
適
量
に
あ
り
、
四
季
の
変
化
は
人
間
の
生
活
を
潤

い
の
あ
る
も
の
に
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
季
節
に
与
え
て
く
れ

る
自
然

の
恵
み
、
春

の

若
草
平
木

の
芽
、
秋

の
栗
や

ど
ん
ぐ
り

な
ど
の
木

の
実
や

き
の
こ
な

ど
原
始

の
人

た
ち
に
も
、
か
な
り
恵
ま
れ
た
環
境
と
映

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

生
活

の
舞
台
と
し
て

の
南
箕
輪

の
概
要

は
以
上

の
よ
う
で

あ
る
が
、
こ

の
生
活

の
舞
台
に
対
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
時
代

に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
適
応
し
、

ま
た
、

ど

の
よ
う
に
利
用
し

て
き
た
で

あ
ろ
う
か
。

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に

お
い
て
、

こ
の
南
箕
輪

の
生
活
舞
台

と
し
て
の
特
徴
に

ど

の
よ
う
に
適

応
し
、

ま
た
ど
の
よ
う
に
利
用
し

て
き
た
か
を
知
る
こ
と
は
、

こ
れ

か
ら
の
南
箕
輪

の
在

り
方

を
探

る
う
え

で
も
役

立
つ
も
の
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
の

で

あ
る
。

≒
　

先

土
器
（
無
土
器
）
時
代
の
南
箕

輪

１
　

南
箕
輪
に
お
け
る
人
間

生
活
の

始
ま
り

日
本
列
島

に
お
け
る
人
類
の
生
活
の
始
ま
り
は
、
長

い
間
縄
文
時
代

が
最

初
と

さ
れ
、
旧

石
器

時
代

の
人
類
が
生
活
し
て
い
た
こ
と
は
一
般
に
は
認
め
ら
れ
て

い

な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
昭

和
二
四
年
群
馬

県
岩
宿
に
お
い
て
、

テ
フ
ラ

層
（
火

山
噴
出
物
堆
積
層
で
Ｉ
～
一
〇
〇
万
年
前
の
洪
積
世
に
堆
積
）
中

か

ら

旧
石
器

時
代

特

有
の
握
槌
が
発
見
さ
れ
、
同

二
七
年
に
は
東
京
都
の
北
部
、
茂
呂
山
に
お
け
る
関

東
テ
フ
ラ
（
ロ
ー
ム
）
層
中
か
ら
、

ま
た
、
諏
訪
市
茶
臼
山
の
信
州
テ
フ
ラ

層

中

か
ら
、
共
に
ナ
イ
フ
形

石
器
が
発
見
さ
れ
る
な
ど
、
旧
石
器
時
代
に
日
本
列

島
に

も
人
類
が
生
息
し
て

い
た
こ
と
が
し

だ
い
に
明
ら
か
に
な
り
、
日
本
列

島
の
人
類

の
起
源
は
七
～
八
〇
〇
〇

年
前
か
ら
、
一
挙
に
万
年
を
単
位
で
数
え
る
洪
積
世
の

２
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時
代

に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
発

見
を
契
機
と
し
て
一
九
五
〇

年
代

は
、
考
古
学
を
始
め
と
し
て
地

質
学
、
古

生
物
学
等

の
協
力
関
係
に

よ
っ
て
、
テ

フ
ラ
層

に
対

す
る
関

心
が
高
ま

り
、

そ
の
発
掘

が
盛
ん
に

進
め
ら
れ
、
日
本
列
島

の
全
域

か
ら
テ

フ
ラ
層
中

の
遺

跡
・
遺
物

が
続

々
と
発
見

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ

の
よ
う
な
状
況

の
中
で
、
昭
和
三
三
年
一
一
月
、
上
伊

那
誌
編
纂

の
歴
史
部

原
始
班

の
方

々
に
よ

っ
て
、
本
村
神
子
柴
区
百
方
大
清
水
川
北
側

の
丘

の
上
に
、

先
土
器
時
代

の
遺
跡
が
発
見

さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
丘
陵
上
の
波
田
テ
フ
ラ
（
新
期
テ

フ
ラ
）
層
内
一
五
～
二
〇
ｍ

の
所
か
ら
、

石
器
五
〇
点
余
を
発
見
し

た
も

の
で
、

こ
こ
を
神
子
柴
遺
跡
と
名
付
け

た
。
　
　
　
　
　
　
　
　

ｙ

こ

の
神
子
柴
遺
跡

の
発
見
は
、
上
伊
那
に
お

い
て
先
土
器
時
代
の
人
類
が
生
活

し
て

い
た
こ
と

の
最
初
の
証
拠
と
な
り
、
当
地
に
お
け
る
人
類
の
生
活
の
起
源

を

一
万
年
あ

る
い
は
そ
れ
以

上
の
彼
方
に
押
し
進
め
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
後
、

上
伊
那
地
域
に
お

い
て
も
数

か
所
の
先
土
器
時
代
の
遺
跡
が
発
見
さ

れ

て

い

る

が
、
神
子
柴
遺
跡
は
先
土
器
時
代

の
最
初
の
発
見
遺
跡
で
あ
り
、
神
子
柴
型

石
器

と

い
わ
れ
る
石
器
の
存
在
に
よ

っ
て
、
当
地
に
お
け
る
人
間

生
活
の
始
ま
り
と
、

そ
の
生
活
の
姿
を
探
究
す
る
こ
と
を
可

能
に
し
た
犬

切
な
遺
跡
と
な
っ
た
。

２
　

先
土
器
・
旧
石
器
時
代
の
編
年

日
本
列
島

全
域

に

わ
た
っ
て
、
現

在
で
は

Ｉ
〇
〇

か
所
以
上

の
縄
文
時
代
以

前

の
遺
跡
が
発
掘
調
査
さ
れ
て

い
る
が
、

そ
れ
ら
の
遺
跡
の
調
査
研

究

に

基

づ

い

て
、
先
土
器
・
旧
石
器

時
代

の
編
年
が
行
な

わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
順

序
は
次
の

よ
う
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。

握
槌
↓

石
刃
↓

尖
頭
器
↓

細
石
器

こ
の
よ
う
に
握
槌
か
ら
細
石
器

ま
で
の
文
化

の
順

序
の
進
展
は
、

数
万
年
前
か

ら
一
万
年
前
こ
ろ
ま
で
の
間

に
栄

え
た
文
化

で
あ
る
こ
と
が
、

ほ
ぼ
判
明

し
て
い

る
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
旧
石
器

文
化

の
う
ち
で
は
中
期

・
後
期
に
属

す
る
も
の

で
あ
る
。

最
近
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
宮
城
県
の
馬
場
壇
Ａ
遺
跡
か
ら
ば
一
　一
万

年

前
、
同
県
中
峰
遺
跡
か
ら
は
一
四
圭
二
七
万
年
前
の
前
期
旧
石
器
時
代
（
約
三
万

年
以
上
前
）
の
ス
ク
レ
ー
パ
ー
・
尖
頭
器
な
ど
が
多
数
発
掘
さ
れ
た
こ
と
が
報
道

さ
れ
て
お
り
、
大
分
県
丹
生
台
地
発
見
の
傑
核
石
器
も
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
日

本
列
島
の
人
類
の
起
源
は
数
十
万
年
の
昔
に
さ
か
の
ぼ
り
そ
う
で
あ
る
。

３
　
神
子
柴
遺
跡
の
性
格

神
子
柴
遺
跡
の
時
期
　
神
子
柴
遺
跡
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
石
器
の
出

丸
の
み
型
石
斧

半
磨
製

丸
の
み
型
石
斧

打
製
石
斧

半

磨
製
石
斧

尖大
頭形
器

尖小 尖大
頭形 頭形
器　 器

大
形
石
刃

大
形
石
刃

掻
器

図1-1　 神子柴遺跡出土石器組み合わせ

３



第 １章 村の̂生い立ち

土

地
層
が
新
期
テ
フ
ラ

層
中
最

上
層
の
ソ
フ
ト
テ
フ
ラ

層
で
、

こ
の
ソ
フ
ト
テ
フ

ラ
（
軟
質
黄
褐
色
土
）
層
は
神
子
柴

遺
跡
で
は
約
四
〇
ｍ

の
厚

さ

が

あ

り
、
そ
の

上
か
ら
一
五
～
二
〇
ｍ

の
深

さ
の
所
か
ら
石
器

が
検

出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
ソ
フ
ト
テ
フ
ラ
層
の
堆
積
は
洪
積

世
の
鏝
末
期
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
に

よ

っ
て
、
お
よ
そ
の
時
期
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
、
神
子
柴

遺
跡
か
ら
出
土

し
た
石
器

の
組
合

わ
せ
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る

と
報
告
さ
れ
て

い
る
。

長
大
優
美
な
尖
頭
器

・
円
形

石
核
か
ら
剥

ぎ
取

っ
た
大
形

石
刃
・
断
面

三
角
形

の
大
形

局
部
磨
製
石
斧
・
小
形

丸
皇
型
石
斧
・
靴
べ
ら
型
掻
器

・
断
面

三
角
形

の

錐
・
胡
瓜
型
磨
石
。

こ
の
出
土

遺
物
の
特
徴
を
見

る
と
、
同

一
地
層
内
に
は
土
器

は
も
ち
ろ
ん
、
縄

文
時
代

に
盛
ん
に
作
ら
れ
た
鏃
は
一
片
も
な
く
、
明

ら
か
に
先
土
器

時
代

の
特
色

を
示

し
て

い
る
。
し
か
し
、
他
の
先

土
器

時
代

の
遺
跡
に
は
出
土

し
な

い
石
斧
、

特
に
局
部
磨
製
石

斧
と
い
う
新
石
器

文
化
に
近

い
石
器

が
出
土

し
て

い
る
こ
と
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
新
石
器
時
代

に
近
い
時
代

と
す
れ
ば
、

新
石
器

文
化

の
直

前
の

文
化
と
考
え
ら
れ
て

い
る
細
石
器

文
化
の
主
要
石
器
で
あ
る
、
細
石
器

が
出
土

し

す

つ
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
細
石
器

が

Ｉ
片
も
出
土
し
な

い
こ
と
で
あ
る
。
こ

う
し
て
、
石
器

の
組
合

わ
せ
が
神
子
柴

型
と
も

い
う
べ
き
特
異
な
組
合

わ
せ
で
あ

る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
石
器

の
組
合

わ
せ
の
文
化
様
式
に

つ
い
て
、
諸
説
が
出
さ
れ
て

い

る
が
、

一
致
し
た
見
方
は
、

新
石
器
時
代

（
縄
文
時
代
）
と
、

旧

石
器

時
代

の
間

に
位
置

す
る
中
石
器
時
代

に
所
属
す
る
こ
と
に
落
ち

つ

く

も

の
（
『
上
伊
那
誌
歴
史

篇
』
）
と
さ
れ
て

い
る
。

し
か
し
、
昭

和
四
三
年

一
一
月
、

第
三
次
発
掘
調
査
が
行

な
わ
れ
、

こ
の
発

掘

に
お

い
て
は
広

い
範
囲

の
調
査
が
行
な
わ
れ
、
縄
文
時
代
、
歴

史
時
代

の
遺
物
・

遺
構
も
発
見
さ
れ
た
が
、
先

土
器
時
代

の
遺
物
も
多
く
追
加
発
見
さ
れ
、
神
子
柴

遺
跡
の
石
器

組
合
わ
せ
の
中

に
新
た
に
小
形

の
ナ
イ
フ
、
彫
器

が
加

え
ら
れ
、

そ

れ
に
よ
っ
て
生
活
用

具
と
し
て
一
つ
の
ま
と
ま
り
の
あ
る
生
活
様
式

の
体

系
を
形

成
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
石
器

の
組
合

わ
せ
を
持
つ
文
化
を
、
刃

器

文
化

テ

ィ
フ
型
石
器
文
化
）
の
次
に
継

起
す
る
尖

頭
器

文
化
の
最
盛
期

の
様

相
を

示

し
て
お
り
、

そ
の
所
属
時
期

は
尖
頭
器

文
化

の
中

に
位
置
付

け
ら
れ
る
べ
き
性

格
を
持
っ
て
い
る
（「
第
三
次
発
掘
調
査
報
告
書
」
）
と
し
て
い
る
。

神
子
柴

遺
跡
に
お
け
る
石
器

の
組
合

わ
せ
、
そ
れ
に
基
づ
く
神
子
柴

遺
跡
の
時

期
の
決
定
は
以

上
の
よ
う
で
あ
る
。

先
土
器
人
の
生
活
　

神
子
柴

遺
跡
の
大
だ
も
の
生
活
は
ど
う
で
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
か
。
個
々
の
石
器

が
ど
の
よ
う
な
形

で
使
用

さ
れ
た
か
、
充
分
判

明
し
な
い
状

態

で
あ
る
か
ら
、
石
器

の
組
合
わ
せ
だ
け
で
当
時
の
生
活
の
姿
を
的
確
に
想
像
す

る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。
し

か
し

、
縄
文
時
代
ま
で

の
人
間
が
狩
猟

、
漁
労
、
植
物

採
取

な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
食
生
活
を
満
た
し
て
い
た
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
神
子
柴

遺
跡
を
残
し
か
先
土
器

文
化
の
大
た
ち
も
、
狩
猟

や
植
物
採
取
を
中
心
に
生
活
を
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
狩
猟
に

は
尖

頭
器
を
棒
の
先

に
着
け
瓦
石
槍
が
使
わ
れ
、
時
に
は
石
斧
を
使
っ
て
陥
し
穴

を
作
り
動

物
を
捕
獲
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
当
時
は
ま

だ
弓
矢

は
使
わ
れ

て
い
な

い
。
神
子
柴
遺
跡
の
あ
る
小
丘
陵
は
、
背
後
に
広
大
な
洪
積
台
地
を
控
え

て
お
り
、
そ
こ
は
濯

本
の
あ
る
草
原

状
を
呈
し
て
い
て
、
多
数
の
動
物
群
が
生
息

し
て

い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
動
物
た
ち
が
水
を
求
め
て
大
清
水
の
湧
水
に

集
ま

っ
て
来
た
の
で
、
こ

こ
は
絶
好

の
狩
猟
場
に

な
っ
た
と
思

わ
れ
る
の
で

あ
る
。

捕
獲
さ
れ
た
動
物
は
、
石
刃
あ
る
い
は
ナ
イ
フ
形

石
器
等
で
皮
を
剥
ぎ
、
ま
た

切
断
し
、
時
に
は
火
を
用

い
て
焼
い
て
食
べ
た
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
木
の
実
や

野
生
植
物
の
茎
葉
や
根
も
大
切
な
食
糧
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

住
居
跡
、
ま
た
は
そ
れ
に
直
接
関
係
の
あ
る
も
の
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、

第
一
次
発
掘
調
査
に
お

い
て
ソ
フ
ト
テ
フ
ラ
層
中
に
発
見
さ
れ
た
石
器
群
が
、
長

４
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径
六
ｍ

ぼ
ど
の
楕
円
状
に
配
列
分
布
さ
れ
た
状
態
で
検
出
さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
ら

の
石
器
群
が
生
活
要
素
的
性
格
が
濃
厚
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
、
野
外
に
お

け
る
仮
設
住
居
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
。

ま
た
、
第
三
次
発
掘
調
査
の
際
、
Ａ
地
点
に
砂
岩
の
自
然
石
を
利
用
し
た
台
石

が
発
見
さ
れ
、
そ
の
周
辺
同
層
位
に
黒
曜
石
剥
片
が
散
乱
し
た
状
態

で
出
土

し

た
。
周
辺
の
剥
片
に
は
白
然
面
が
多
く
、
台
石
に
は
一
部
に
打
撃
磨
滅
痕
が
認
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
台
石
は
石
器
調
製
台
で
あ
る
と
考
え
、
こ
の
遺
構

を
野
外
の
石
器
製
作
場
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
さ
ら
に
、
周
囲
に
散
乱
し
た
剥
片

が
比
較
的
少
な
い
こ
と
か
ら
、
一
時
的
な
石
器
製
作
場
で
あ
っ
た
と

神子柴遺跡付近の先土器時 代の遺跡（×印）1-2図

思
わ
れ
る
、
と
し
て
い
る
。

工

巻
遺
跡
編
参
照
）

旧
石
器
時
代
の
人
類
は
住
居
と
し
て
、
自
然
の
洞
窟
平
岩
陰
等
を

利
用
す
る
揚
合
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
丘
陵
に
住
居

跡
が
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
こ
に
、
野
外
の
仮
設
住
居

の
よ
う
な
も
の
と
判
断
さ
れ
る
遺
構
と
、
野
外
の
石
器
調
製
の
た
め

の
工
作
場
が
設
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
付
近
に
住
居
か
お

り
、
そ
こ
か
ら
こ
の
小
丘
陵
に
通
っ
て
石
器
を
作
り
、
狩
猟
活
動
等

の
生
活
を
展
開
し
た
よ
う
に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
定

住
性
が
少
な
く
食
料
を
求
め
て
あ
ち
こ
ち
と
移
動
し
て
歩
く
生
活
を

し
た
先
土
器
人
が
、
食
糧
が
豊
富
で
あ
っ
た
こ
の
地
に
一
時
こ
こ
に

と
ど
ま
っ
て
狩
猟
生
活
を
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

神
子
柴
遺
跡
百
方
五
〇
〇
ｍ
ほ
ど
の
所
、
大
清
水
の
南
側
で
御
園

御
牧
ケ
原
に
先
土
器
時
代
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
の
遺

跡
も
、
新
期
テ
フ
ラ
層
中
最
上
層
の
ソ
フ
ト
テ
フ
ラ
層
一
五
ｍ
内
外

の
深
さ
か
ら
遺
物
が
出
土
し
、
神
子
柴
遺
跡
よ
り
や
や
時
期
が
遅
れ

て
い
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
も
石
器
工
作
場
と
し
て
の
性

格
を
持
つ
遺
跡
で
あ
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
外
に
御
園
宮
ノ

前
、
西
箕
輪
地
区
の
大
萱
西
、
伊
那
養
護
学
校
、
小
沢

地
区
月
見

松
、
大
芝
南
等
の
遺
跡
か
ら
、
先
土
器
時
代
の
遺
物
が
出
土
し
て
お

犬
　
（
図
１
１
２
）
こ
の
付
近
一
帯
が
先
土
器
時
代
の
人
だ
も
の
生

活
の
舞
台
と
な
っ
た
こ
と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
の
よ
う

で
あ
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図1-3　 村内における縄文遺跡の分布

る
。
大
き
な
尖
頭
器
を
棒

の
先
に
結

わ
え
付
け
石
槍
と
し
、
こ
れ
を
持

っ
て
広

い
　

６

原
野

の
中
を
縦
横
に
駈
け

め
ぐ
る
先
土
器
大
の
姿
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

尚
　

縄
文
文
化
時
代
の
南
箕
輪

１
　

南
箕
輪
に
お
け

る
縄
文
時
代
遺
跡
の
分
布

村
内
に
は
縄
文
文
化
時
代

の
遺
跡
は
非
常
に
多
く
、
現
在
ま
で
に
発
見
さ
れ
た

同
時
代

の
遺
跡
数

は
四
二

か
所
以
上

を
数
え

る
。

そ

の
分
布

は
図
工
－

３

の
よ
う
で

あ
る
が
、
遺
跡

の
分
布
地
域
を
大
き
く
二

つ

に
分
け

る
こ
と
が
で
き

る
。
そ

の
一

つ
は
、
扇
状
地

の
末
端
で
天
竜
川

の
河
流
、

あ
る
い
は
断
層
作
用
に
よ

っ
て
形
成

さ
れ
た
段
丘

の
端
、
及

び
そ

の
付
近
に
位
置

す
る
遺
跡
群
で

あ
り
、
他

は
、
大

き
く
み

れ
ば
扇
央
で

あ
る
が
、
そ
こ
を
流

れ
る

天
竜
川

の
支
流
で

あ
る
大
泉
川
、
大
清
水
川
、
鳥
（
戸
）

谷
川
等
が
作

っ
た
両
岸

の
段

丘
上
、

ま
た
は
そ
の
付
近

の
台
地
上
に
位
置

す
る
遺
跡
群
で

あ
る
。
前
者
に

あ
っ
て
は
段

丘
崖
付
近

の
湧
水

が
近

く
に

あ
る
と
こ

ろ
が
選
ば

れ
て

お
り
、
後
者

に

あ
っ
て
は
大
泉
川
、
鳥

戸

）
谷
川
等

の
流
水
に
近

い
所
が
選
ば

れ
て

い
る
。
し

た
が
っ
て
、
他

の
扇
央

の
水

の
得

ら
れ
な

い
広
大
な
平
地
部
分
に

は
遺
跡
が
ほ
と

ん
ど
発
見

さ
れ
て
い
な
い
。

遺
跡
分
布

を
細
部
に

つ
い
て
み

る
と
、
住
居
地
は
日
当

た
り

の
良

い
高
燥
な
段

丘
上
、

ま
た
は
、
台
地
上

の
土
地

が
選

ば
れ
て

お
り
、
平
地
に
立
地
す

る
遺
跡
は

少

な
い
。
平
地
に

立
地

す
る
場
合
も
、
沖
積
平
地
で

は
な

く
、
洪
積
台
地
上

の
平

地
で

あ
っ
て
、
現
在

の
村
落

立
地
に
比

べ
る
と

か
な
り
西
寄
り

の
高

い
位
置

が
選

ば
れ
て
い
る
。

こ

れ
ら
の
縄
文
遺
跡

は
数
千
年
と

い
う
長

い
年
月

の
間

の
縄
文
人

の
生
活

の
跡

で

あ
っ
て
、
こ

れ
を
早
前
期
・
中
期
・

後
晩
期
に
分
け

て
見

る
と
、
早
前
期

の
約

三
千
年

の
開

の
遺
跡

は
わ
ず
か
に
南
高
根
・
北
高
根
・
神
子
柴
・
向

垣
外
な

ど
の

数
遺
跡
に
過

ぎ
な

い
。
ま
だ
未
発
見

の
遺
跡
も
存
在

す
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、

そ

の
数

は
少

な
く
、
生
活
密
度

は
極

め
て
小

さ
い
も

の
で

あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
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と
こ

ろ
が
縄
文
中
期
に

な
る
と
、

遺
跡
数
は
急
激
に
増
加

し
、

早
前
期

の
八
倍

の
四
〇

か
所

近

く
を
数
え

る
。
（
前
期
ま
た
は
後
期
と
重
複
し
た
も
の
も
加
え
亘

縄
文
遺
跡

の
大
半

が
こ
の
中
期

の
遺
構
ま
た
は
遺
物
を
出
土

す
る
遺

跡

で

あ

っ

て
、

か
な
り
集
落

の
発
達

も
み

ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、

生
活

密
度

も
急
速
亘

局
ま

っ
た
こ
と
が

わ
か
り
、
本
村
内
に

お
い
て
も
縄
文
時
代

の
最

盛
期

を

示

し

て

い

る
。後

晩
期
に
な

る
と
激
減
し

て
再

び
少

な
く
な
り
、

遺
跡
数

は

Ｉ
〇

か
所

ほ
ど
と

な

っ
て
し

ま
っ
て
い
る
。
こ

の
遺
跡
数

の
減
少

は
本
村
地
域

の
み

で
な
く
、
中
部

山
岳
地
帯
に
一
般
的
に
見

ら
れ
る
現
象
で
、
こ

れ
と
反
比
例
し

て
南
関
東
や
東
海

地
方

の
海
岸
地
帯
で

は
、
後
期
遺
跡

が
急
激
に
増
加
し

て
い
る
。
こ

れ
は
同
一
時

期
に
み
ら
れ
る
現
象
で
あ

っ
て
関
連
的
に
考
え
ね
ば
な
ら
な

い
で

あ
ろ
う

。

「
当
時
の
自
然
現
象

の
変
化
に
よ

る
住
居

の
移
動

か
動
物
群

あ
る
い
は
魚
群

の
移

動

減
少
に
伴
う
人
数
の
激
減

か
、
相
当
明
確
な
理
由
が
存
在
し

た
に

違

い

な

い

が
、
今
の
処
こ
れ
を
説
明
で
き
る
ま
で
研
究
が
進
ん
で

い

な

い
」
（
『
上
伊
那
誌
歴

史
篇
』
）
と
し
て

い
る
が
、
当
地
の
縄
文
人
に
と

っ
て
、
こ
れ
ほ
ど
寂
し

い
こ
と
は

な
か

っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

２
　

縄
文
時
代
の
生
活

縄
文
時
代

は
、
今
か
ら
七
～
八
〇
〇
〇

年
ぐ
ら
い
前
か
ら
二
千
数
百

年
前
ま
で

の
、
お
よ
そ
五
～
六
〇
〇
〇
年
間
の
非
常
に
長

い
期
間
の
人
類
の
歴
史
を
指
し
て

い
る
。
こ
の
時
期
は
、
石
器
を
作
る
ほ
か
に
、
そ
の
最
初
か
ら
食
物
を
煮
た
り
貯

蔵
し
た
り
す
る
土
器

を
製
作
し
て
お
り
、
全
く
土
器

を
作
ら
な
か
っ
た
そ
れ
以

前

の
旧
石
器

（
先
土
器
）
時
代

と
区
別

し
、

新
石
器
時
代

と
呼

ん
で
い
る
。

日
本
の
縄
文
時
代
は
、
こ
の
新
石
器
時
代
に
相
当
す
る
が
、
土
器
は
外
国
文
化

の
影
響
を
ほ
と
ん
ど
受
け
ず
に
、
形

態
、
意
匠
、
製
作
技
術
等
に
お

い
て
、
世
界

で
も
類
ま
れ
な
発
展
を
遂
げ
て
き
た
。
土
器
の
表
面
を
装
飾
す
る
に
は

い
ろ

い
ろ

な
文
様

が
用

い
ら
れ
て
い
る
が
、

縄
又
は
撚
り
糸
の
類
を
あ
て
で
、
手
の
ひ
ら
で

こ
れ
を
回
転
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
着
け
た
圧
痕
の
あ
る
も
の
が
多
く
、
こ
れ
ら

の

土
器
を
総
称
し
て
縄
文
土
器
と
呼
ん
で

い
る
。
こ
の
縄
文
土
器
の
作
ら
れ
た
長

い

時
代
を
、
早
期
・
前
期
・
中

期
・
後
期
・
晩
期
の
五
期
に
区

分
し
て

い
る
。
南
箕

輪

の
地
域

に
お

い
て
も
、
遺
跡
分
布
の
項

で
み
た
よ
う
に
、
そ
の
早
期
か
ら
河

岸

段
丘
の
段
丘
端
を
中
心
に
し
て
人
間
の
生
活
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
で
は
、
そ

の

生
活

の
姿
は
ど
ん
な
状
態
で
あ

っ
た

だ
ろ
う

か
。

剛

縄

文

早

期

村
内

に
お
け
る
縄
文
早
期

の
遺
物
と
し
て
は
、

神
子
柴

遺
跡
か
ら
押
型
文
土
器

片

と
茅

山
式
土
器

片
、
大

芝
東
・
南
高
根
・
北
高
根
の
遺
跡
か
ら
茅

山

式

土

器

片
、
北

高
根

・
高
根

の
両

遺
跡
か
ら
天

神
山
式
土
器

片
が
出
土

し
た
。
当
時
代

は

単
純

な
模
様

を
つ
け
た
尖

り
底
の
深
鉢
形

の
土
器

が
一
様

に
作
ら
れ
た
よ
う
で
あ

る
が
、
村
内

で
は
、

そ
の
完
形
品

は
ま
だ
一
点
も
出
土

し
て
い
な
い
。
前
記

の
土

器
片

が
い
ず
れ
も
縄
文

早
期
に
属

す
る
土
器
片

で
あ
る
こ
と
か
ら
、

そ
れ
ら
の
出

土
地
点

を
中

心
と
し
て
早
期
縄

文
人

の
生
活

が
行

な
わ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

生
活
内
容

に
つ
い
て
は
、
住
居

跡
も
発
見

さ
れ
て
お
ら
ず
、
不
明

な

占
い
が

多

い
。
上
伊

那
の
地
域
内

で
も

「
横

山
遺
跡
に
検
出

さ
れ
た
よ
う
な
自
然
石

を
数
個

並

べ
た
だ
け

の
露
天

の
炉

だ
け
で
、
住
居

ら
し

い
構
造

は
今

の
と
こ

ろ
認

め
ら

れ

て
お
ら
ず
、
漂
泊
民

ら
し

い
粗
末

な
貧
し

い
生
活

の
痕

を
残
し

て
い
る
の
み
で

あ

（
『
上
伊
那
誌
歴
史
篇
』
）
と
さ

れ
て
い
る
。
本
村
内
で
は
、
神
子
柴
遺
跡
Ａ
地
点

か
ら

数

か
所

の
集
傑
遺
構

が
検
出
さ

れ
た
。

そ
？

上
号
石
組
で

は
、

径
七
〇

ｍ

ぼ
ど

の
楕
円
状
に
大
小
七
〇
個

の
傑
を

ほ
ぼ
平
ら
に
集

め
た
も

の
で
あ
り
、
２
号
石
組

は
、
径

一
ｍ

、
深

さ
一
五
ｍ

の
皿
状

の
く
ぼ
み
を
作
り
、
そ
こ
に
傑
を
並

べ
た
も

の
で

あ
る
。
こ

れ
ら

の
石
組
み

が
、
縄
文
早
期

の
押
型
文
土
器
、
特
殊
磨
石
、
凹

石

を
伴

っ
て
出
土
し

て
お
り
、
縄
文
早
期
に

お
け

る
野
外

の
調
理
用
炉
と
し
て

の

性
格

を
持

つ
も

の
と
判
断

さ
れ
て
い
る
。
（
神
子
柴
遺
跡
第
三
次
発
掘
調
査
報
告
書
）



第１章 村 の生い立 ち

こ
れ
は
横
山
遺
跡
の
石
を
数
個
並
べ
た
だ
け
の
野
外
炉
よ
り
は
、
大
き
く
複
雑
に

な
っ
て
い
る
が
、
生
活
状
態
は
同
様
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

石
器
と
し
て
は
徳
器
、
打
製
ま
た
は
局
部
磨
製
の
石
斧
、

ス
ク
レ
ー
パ
ー
（
掻

器
）
・
石
鏃
・
石
皿
・
磨
石
等
が
早
期
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
て
お

り
、
こ
れ
ら
の
石
器
を
使
っ
て
、
狩
猟
を
中
心
と
し
、
木
の
実
や
野
生
植
物
の
根

・
茎
・
葉
を
採
取
し
、
そ
れ
を
必
要
に
応
じ
て
調
理
し
て
食
料
と
す
る
生
活
を
し

て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
弓
矢
を
使
っ
て
射
止
め
、
あ
る
い
は
陥
し

穴
や
わ
な
な
ど
に
よ
っ
て
鹿
・
猪
・
兎
な
ど
の
野
生
動
物
を
捕
え
、
獲
物
は
ス
ク

レ
ー
パ
ー
な
ど
で
皮
を
剥
ぎ
、
あ
る
い
は
切
断
す
る
な
ど
の
料
理
を
し
、
栗
・
く

る
み
等
を
拾
い
集
め
、
ど
ん
ぐ
り
や
栃
な
ど
の
木
の
実
や
、
く
ず
な
ど
の
根
は
石

皿
・
磨
石
で
潰
し
て
澱
粉
を
と
る
な
ど
の
工
夫
を
し
て
食
べ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
ほ
か
、
食
用
と
な
る
植
物
の
茎
葉
も
大
切
な
食
料
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら

に
、

こ
れ
ら
は
必
要
に
応
じ
深
鉢
形
の
土
器
を
用
い
て
野
外
の
炉
（
集
傑
場
）
で

煮
た
り
、
時
に
は
焼
い
て
食
べ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

動
物
の
毛
皮
は
な
め
し
、
衣
料
と
し
て
腰
衣
な
ど
に
用
い
る
生
活
が
考
え
ら
れ

る
。
骨
や
角
も
釣
針
、
あ
る
い
は
装
飾
品
に
加
工
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の

遺
物
は
村
内
で
は
ま
だ
検
出
さ
れ
て
い
な
い
。

㈲

縄

文

前

期

縄
文
時
代
も
前
期
に
入
る
と
、
大
泉
の
北
高
根
と
南
高
根
・
塩
ノ
井
の
向
垣
外

と
天
伯
・
南
原
Ｃ
・
神
子
柴
Ａ
Ｄ
地
点
等
に
こ
の
時
期
の
土
器
・
石
器
や
遺
構
が

出
土
し
、
生
活
の
範
囲
が
し
だ
い
に
拡
大
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

北
高
根
と
南
高
根
の
両
遺
跡
で
は
、
早
期
後
半
の
南
関
東
系
の
茅
山
式
土
器
の

後
、
早
期
終
末
か
ら
前
期
に
か
け
て
め
東
海
系
の
木
島
式
土
器
が
出
土
し
、
神
子

柴
遺
跡
で
は
、
前
期
終
末
の
関
東
系
の
影
響
を
受
け
た
下
島
式
土
器
が
出
土
し
て

い
る
。
石
器

の
材
料
と
し
て
の
砂
岩
・
粘

板
岩

・
片

麻
岩

・
輝

緑
岩
・
珪
岩
等

は
、

上
伊

那
地
域
内

の
そ
れ

ぞ
れ
の
場

所
で
採
集

さ
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
が
、
安
山

縄文前期住居跡（北高根Ａ遺跡 ９号住居跡）1-4図

岩
は
諏
訪
の
霧
ヶ
峰
か
ら
、
黒
曜
石
は
和
田
峠

か
ら
求
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
特
に

和
田
峠
の
黒
曜
石
は
広
い
範
囲
に
運
ば
れ
て
お

輿

そ
の
文
化
圏
は
長
野
県
、
山
梨
県

を
始

め
、
東
海
地
方
、
西
関
東
の
全
域
を
會
め
た
広

い
地
域
を
形
成
す
る
と
認
め
ら
れ
て
お
り
、
土

器
文
化
の
関
東
系
、
東
海
系
の
当
地
へ
の
流
入

と
共
に
、
当
時
の
縄
文
人
の
交
流
は
か
な
り
活

発
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

北
高
根
遺
跡
で
は
、
前
期
の
う
ち
で
も
早
い

時
期
の
住
居
跡
（
図
工－

４
）
が
二
戸
発
見

さ

れ
て
い
る
。
そ
の
住
居
様
式
を
見
る
と
、
一
戸

は
五
・
九
五
×
五
・
二
ｍ
の
不
正
方
形
、
他
の

一
戸
は
七
・
八
×
六
・
〇
五
ｍ
の
楕
円
形
を
し
た
床
面
で
、
地
表
下
一
五
～
二
三

ｍ
程
度
掘
り
込
ん
だ
比
較
的
浅
い
竪
穴
住
居
で
あ
る
。
住
居
跡
内
か
ら
は
炉
跡
は

発
見
さ
れ
ず
、
火
は
屋
外
で
焚
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

住
居
跡
内
か
ら
、
早
期
末
よ
り
前
記
初
頭
の
木
島
式
土
器
と
、
天
神
山
式
土
器

が
出
土
し
て
い
る
。
当
時
は
土
器
は
尖
り
底
・
丸
底
か
ら
し
だ
い
に
平
底
の
土
器

に
変
わ
ｎ
へ

器
形
も
深
鉢
型
の
み
で
な
く
、
皿
型
・
甕
型
の
土
器
が
生
ま
れ
て
発

展
の
姿
を
見
せ
て
い
る
が
、
生
産
用
具
で
あ
る
石
器
類
は
、
打
製
石
斧
・
石
鏃
・

掻
器
・
徳
器
等
に
磨
製
石
斧
が
加
え
ら
れ
て
出
土
す
る
程
度
で
あ
り
、
石
器
の
製

作
技
術
に
発
俎
が
み
ら
れ
る
が
、
基
本
的
な
生
産
・
生
活
様
式
に
は
大
き
な
変
化

は
な
か
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

㈲

縄

文

中

期

ア
　
土
　
　
　
器

中
期
に
な
る
と
、
遺
跡
の
数
、
出
土
す
る
遺
物
の
種
類
と
数
が
急
速
に
増
加
し
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て
く
る
。
は

っ
き
り
中
期
初
頭
と
認
め
ら
れ
た
土
器
の
出
土
地
点
は
大

芝
西

、
大

芝
東
、
南
殿
の
宮
ノ
上
、
塩
ノ
井

の
天

伯
、
同
上

人
塚
の
五
遺
跡
が
あ
り
、
次
の

中

期
中
葉
の
勝
坂
式
土
器

の
出
土

地
点
は
大

泉
の
経

塚
、
南
殿

の
宮

ノ
上

、
同

垣

外
、
塩
ノ
井

の
天

伯
の
四

遺
跡
で
あ
る
が
、
中
期

後
半

の
加
曽
利
Ｅ
式
土
器

を
出

土
す
る
地
点
は
、
大
泉

の
北
高
根
Ａ
、
同
Ｂ

、
高
根

、
南
高
根
、
大
芝
、
沢
尻
北
、

南
原

の
三
本
木
、
同

狐
久
保
、
田
畑
、

塩
ノ
井

の
向

垣
外
、

山
之

神
、
天
伯

の
一

二
遺
跡
に
達

し
て
、

急
速
に
生
活

密
度

が
高

く
な
っ
た
こ
と
を
示
し
、
単
に
中
期

村内出土 の代表的な 縄文中期の土器図1-5

土
器

の
出
土
と

の
み
記
さ

れ
た
遺
跡
を

加
え
る
と
、
中
期
土
器

の
出
土
地
点
は

四
〇

か
所
に
及
ん
で

い
る
。

土
器
は
勝
坂
式
に
至

っ
て
器
形

が
大

型
化
す
る
ば

か
り
で
な
く
、
口
縁
部
に

複
雑
な
突
起
や
飾
り
を
着
け
、
文
様
も

縄
文

の
ほ

か
、
浮
文
、
沈
文
、
渦
巻
文
、

幾
何
学
的
文
様
等
、
複
雑
多
様
な
文
様

と
な
り
、
中

に
は
精
巧

を
極
め
た
美
術

工

芸
的
な
土
器
が
作
ら
れ
て

い
る
。
器

形

も
樽
型
、
壷
型

の
貯
蔵
用

、
甕
型

の

煮
沸
用

、
灯
火
用

の
吊
手
土
器
、
供
献

用

の
装
飾
大
形

深
鉢
、
外
に
皿

型

な
ど
と
多
用

に
分
化
し
、
土

器

文
化

の
上
で
も
上
昇
期

の
勢

い
を
示
し
て

い

る
。

工

巻
遺

跡
編
口
絵
参
照
）

加
曽
利
Ｅ
式
に
な

っ
て
も
始

め

の
う
ち
は
そ

の
勢

い
が
感

ぜ

ら
れ
る
が
、
そ

の
後
半
に
至
る
と
装
飾
の
表
現
が
お
と
な
し
く
な
り
、
器
形

も
や

や
小

さ
く
な

っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

イ
　

住
　
　
　

居

縄
文
中
期
の
住
居
跡
は
、
大
芝
東
遺
跡
に

二
べ

北

高
根
Ａ

遺
跡
に
三
戸
、
天

伯
遺
跡
に
三
戸
確
認
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
床
面
を
円
形

又
は
楕
円
形

に
し
、

地
下

に
五
〇
～
六
〇
ｍ
掘

り
下

げ
て
踏
み
固

め
て
あ
る
、
半
地
下
式

の
竪
穴
住
居

で
あ
る
。
床
面
内

に
ほ
ぼ
方
形

の
位
置
に
四
～
六
個

く
ら

い
の
穴
を
掘

っ
て
主
柱

を
立
て
、

そ
れ
に
円
錐
形

の
屋
根

を
葺

く
が
、
垂
木

は
地
面
に
接
す

る
ま
で
伸
ば

し
て
防

寒
に

便
に

し
、
通
常
南
側
に

Ｉ
か
所
小

さ
な
出
入
口
を
作

る
形

式

を
と

っ

て
い
た
と
思

わ
れ
る
。

こ
の
時
期
に

な
る
と
、
住
居
内
に
炉

が
作
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、

炉

の

様

式

は
、
床
面

の
ほ
ぼ
中
央
に
五
～
一
〇
個

の
自
然
石
で
円
形

に
囲

っ
て
形

を
作
る
、

い
わ
ゆ
る
石
囲

い
炉
で
あ

る
が
、

土

器

の
胴
部
を
埋
め
込
ん
だ
も
の
（
大
芝
束
遺

跡
）
、

単
に
床
面

を
露
鉢
状
に
掘
り
込
ん

だ
だ
け

の
も

の
（
天
伯
遺
跡
の
二
戸
）
も

図1-6　 繩文中期住居跡（北高根６号住居跡）

石囲い炉がよくわかる

図1-7　 大芝公園に復元された繩文時代竪穴住居

(上の住居跡をもとに復元)

夕
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あ
っ
た
。
こ

れ
ら
の
炉
で
火
を
焚

い
て
暖
を
と
り
、
ま
た
調
理
が
行
な

わ
れ
た
も

の
と
思

わ
れ
る
が
、
煙
が
家
の
中
に
こ
も
り
、
ま
た
火
災
の
危
険
も
大
き
か

っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

中
期

の
住
居
数
は
急
速
に
増
加
し
、
数
戸

か
ら

Ｉ
〇

戸
、
あ
る

い
は
、
そ
れ
以

上

の
戸
数
が
ま
と
ま

っ
て
集
落
を
形

成
し
て
、
集
団

生
活
が
営
ま
れ
て
い
た
。
そ

の
集
団

の
結
び
つ
き
は
、
血
縁
に
よ

る
も

の
と
考
え
ら

れ
、
採
捕
（
狩
猟
漁
労
等
）
の

活
動

等
に
は
集
団

に
よ
る
共
同

作
業

が
行

な
わ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

ウ
　

生
産
用
具

と
生
産
活
動

の
進
歩

石
器

の
種
類

も
し

だ
い
に
増
加
し
、
石
斧

も
短
冊
形

の
外
に
撥
形
、
分

銅
形

の

も

の
が
作

ら
れ
、
ま

た
、
全
面
磨
製

の
石
斧

の
は
か
に
断
面

が
円
形
に
近

い
乳
棒

状
敲
打
製
石
斧
な

ど
、
用
途
に
応
じ
た
形

態
の
分
化
が
見
ら
れ
る
。
（
図
１
１
８
）

乳

棒

状

敲

打

石

斧

（
右

二
個
）

磨
石
斧

磨
石
斧

撥
形

打
石
斧

む万

言
匹

打
石
斧

図1-8　 石斧の形態の分化（南殿宮 ノ上遺跡）

掻
器
・
石
皿
・
磨
石
・
凹
石
等
は
前
記
に
引
続
き
作
ら
れ
て
お
り
、
ほ
か
に
、

石
匙
・
石
錐
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。
石
鍾
は
、
本
村
内
で
は
今
ま
で
に
四
か
所

図1-9　 村内出土 の石錘

で
各

一
個

が
発
見
さ

れ
て

い
る

の

み
（
図
１
－

９
）
で
量
が
少
な
く
、

し

か
も
、
そ

の
使

わ
れ
た
時
期
が

判
明
し
な

い
が
、
こ

の
こ
ろ
か
ら

使

わ
れ
始

め
た
の
で
は
な

か
ろ
う

か
。
こ

れ
は
漁
労
用

の
網

の
重
り

と
し
て
使
用
し

た
も

の
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
漁
労
用

具

と

し

て

は
、
ほ

か
に
骨
角
製

の
釣
針
や
錆

な

ど
が
他
地
区
で
は
出
土
し
て

い

る
が
、
当
地
方

は
酸

性

上

が

多

く
、
骨
角
質

の
保
存
に
適
し
な

い

た
め
か
、
遺
物
と
し
て
出
土
す
る

こ
と
は
稀

で
、
漁
労

の
姿

を
明

ら
か
に

す
る
こ
と

が
で
き
な

い
。

し

か
し
、
上
伊
那
地
域
内
で
も
、
宮
田
村
中
越
、
駒
ヶ

根
市

赤
穂
北
原

、
伊

那

市
月
見
松
、
同
小
黒
伊

勢
並
等

の
遺
跡
で
は
非

常
に
多
く
の
石

錘
が
出
土
し
、

い

ず
れ
も
天
竜
川
や
そ

の
支
流
に
臨
む
台
地

の
上
で
明
ら
か
に
漁
労
活
動
が
か
な
り

活
発
に
行
な

わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
に
適
し
た
立
地
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

（
『
上
伊
那
誌
歴
史
篇
』
）
と
し
て
お

宍

縄
文
社
会

の
中
期
に
お
け
る
異
状
な
発

展

の

原
因

の
一
つ
と
し
て
、
こ

の
石
錘
を
利
用

し
た
漁
法

の
発
展
を
あ
げ
て

い
る
。
本

村
に

お
け

る
石
錘

の
出
土
状
況

か
ら
は
、
漁
労

の
そ
れ
は
ど
の
発

展
は
感
ぜ
ら
れ

な

い
が
、
こ

の
こ
ろ

か
ら
石
錘
を

つ
け
た
網
を
利
用

す
る
共
同

作
業

に
よ
る
漁
労

活
動
が
、
行
な

わ
れ
始

め
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

な

お
、
石
鏃
に

つ
い
て
は
、
遺
物
が
小
さ

い
の
で
発
見

が
困

難
な
た
め
か
出
土

個
体
数
が
比
較
的
少
な

い
が
、
発
掘
調
査

の
行
な
わ
れ
た
縄
文
遺
跡
か
ら
は
か
な

り

の
石
鏃
が
出
土
し
て
お
り
、
全
体
と
し
て
は
か
な
り
豊
富
に
存
在

し
て

い
る
も

加



第 １節 村 のあけぼの

の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上

の
用
具
（
石
器
、
土
器
）
等

か
ら
考
え

て
、
本
村
地
域
に
生
活
し

た
縄
文

人

た
ち
は
、

広
大

な
草
原

を
背

後
に
持

っ
て
、
狩

猟
を
中

心
と
し
、
木

の
実
や

植
物

の
根
茎
葉

を
採
捕

す
る
生
活

が
主
体
で
、

そ
れ
に
漁
労

が
し
だ
い
に
増
加

し
て
き

た
と
考
え

ら
れ
よ
う
。

中
期
に

お
け

る
縄
文
社
会
発
展

の
原
因

と
し

て
、
気
候

の
好
転
に

よ
る
食
糧
資

源

の
増
加

が
考
え

ら
れ
る
が
、

ほ
か
に
生
産
用
具
や
採
捕

の
技
術

の
進
歩
、

あ
る

い
は
共
同
作
業
等

の
生
産
組
織

の
進
歩
が
大
き

い
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
が
生
活

の
余
裕

を
生
み
、
人
口

の
増
加

を
も

た
ら
す
こ

と
に

な
り
、

手
数

の
か
か
る
複
雑

で
豪
壮
な
土
器

を
生
み
出
し

た
と
考
え

ら
れ
る
。

こ

の
時
代
に

お
け

る
共
同
作
業

は
漁
労
活
動

だ
け

で
な
く
、
狩

猟
活
動

等
に

お

い
て
も
行

な
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、

ま
た
、
住
居

跡
が
馬
蹄
形

に
並
び
そ
の

中
央
に
共
通

の
広
場

を
持

つ
よ
う
な
遺
跡

も
多

く
、
祭
祀
活
動

に
も
共
同
的
色
彩

が
強

い
。
こ
の
よ
う
に
縄
文
時
代
中
期
以
降
共
同

生
活

が
営

ま
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
集
団

は
血
縁

を
中

心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
血
縁
共
同
体

と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
共
同
体

の
中
に

は
必
然
的
に
指
導
者

あ
る
い
は
指
揮
者

が
生
ま
れ
、

そ
の
権

威
は
し
だ
い
に
強

い
も

の
に
な

っ
て
い
っ
た
が
、

そ
れ
は
あ

く
ま
で
も
共
同
活
動

を
よ
り
よ
く
す
る
た
め
の
も

の
で

あ
っ
て
支
配
者
で

は
な
か

っ
た
。

生
産
力

が
発
達

し
た
と
は
い
え
、

こ
の
時
代

は
ま
だ
そ
の
日
暮
し

の
生
活
で

あ

っ
て
、
採

捕
し
た
食
料

の
う
ち
魚
は
薫
製

に
し
、
木

の
実
類

は
乾

し
て
若
干

の
貯

蔵
は
可
能

で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
富

の
蓄
積

と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
く
、

そ

の
日
そ
の
日
の
生

活
を
支

え
る
た
め
に
は
全
員

が
協
力

し
て
働

か
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
う
の
が
実
態

で
あ
っ
て
、
他
人
の
生
産
物
を
搾
取

し
て
生
活

を
す
る
支
配
階

級
の
生
ま
れ
る
余
地
は
な
く
、

ま
さ
に
こ
の
時
代

は
階
級

の
な
い
平

等
な
社

会
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

縄
文
人

の
生
活

は
、
生
産
の
対
象

が
自
然

の
動

植
物
で
あ
っ
た
か
ら
、
自
然

の
動

植
物
の
盛
衰
消
長
に
大

き
く
左
右

さ
れ
、
自
然

の
食
料

と
な
る
動

植
物
を
求
め
て

移
動

す
る
生
活

が
一
般
的

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
気
候
の
変
動

が
少
な
く
な
っ
た

沖
積
世
の
日
本
列
島

は
、
四
季

の
変
化
に
富
ん
だ
温
帯
の
季

節
風

帯
に
属
し
て

い

て
、
動

植
物
の
生
育
繁
殖
に
適
し
て
お
り
、
自
然
の
動
植
物
に
依
存
し
た
生
活
で

も
、
か
な
り
豊
か
な
半

定
住
生
活
が
可

能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
で
も
縄
文
中
期
の
異
常
な
発
展
の
背
景
に
は
、
既
に
こ
の
こ
ろ
か
ら
焼
畑
農

業

的
な
農
耕
生
活
が
始
ま
る
と
い
う
、

生
産
方
法

の
大

き
な
変
革

が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
考
え
が
一
部

の
人
々
か
ら
提
唱

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
つ
け
加

え
て
お
き
た
い
。

エ
　
信

仰

生

活

南

高

根

凸
回
付

東

屋

々

敷

０　　　　　　　　 １０Ｃｍ

Ｓｒ･一戸 二.，rト ー－－－i

塩ﾉ井

ｍｃ

Ｏ
　

－
　

２
　

３
　

４

じ

レ

ト

し

村内出土の石棒10図

縄
文
中
期
に
な
る
と
、

石
棒
と
い
わ
れ
る
特
殊
な

石
器
と
、
土
偶
と
い
わ
れ

る
縄
文
時
代
独
特
の
土
製

の
人
形
が
出
土
す
る
よ
う

に
な
る
。

石
棒
は
、
中
央
を
や
や

太
く
、
両
端
へ
む
け
て
だ

ん
だ
ん
細
く
し
た
棒
状
の

石
器
で
、
一
端
ま
た
は
両

端
に
亀
頭
状
の
ふ
く
ら
み

を
つ
け
た
形
の
も
の
が
多

く
、
中
期
初
頭
に
は
長
さ

一
ｍ
余
、
太
さ
二
〇
ｍ
に

及
ぶ
ほ
ど
の
巨
大
な
石
棒

jj



第１章　村の生い立ち

が
作

ら
れ
て

い
る
と

い
わ
れ
、
本
村
で
は
塩
ノ
井

の
東
屋
屋

敷
、
大

泉

の

南

高

根
、
南
殿
宮

ノ
上
等

の
遺
跡

か
ら
出
土
し
て

い
る
。
南
高
根
出
土

の
も

の
は
破
片

で

あ
る
が
中
央
部

の
太

さ
が
径
一
〇
ｍ

以
上
あ
り
、

か
な
り
大
形

の
も

の
と
考
え

ら
れ
、
宮

の
上
出
土

の
も

の
は
細
形

で
あ
る
と
報
告
さ
れ
て

い
る
。
石
棒
は
縄
文

時
代

後
期
、
晩
期
に
な

る
と
細
形

の
手
に
持
て
る
程
度

の
小
さ
な
も

の
に
な
る
こ

と
が
知

ら
れ
て
お
り
、
宮

の
上
出
土

の
も

の
は
後
晩
期

の
も

の
か
も
し
れ
な

い
。

こ

れ
ら
の
石
棒
は
な
ん

の
た
め
に
作
ら
れ

た
の
で
あ

ろ
う

か
。
「
駒

ヶ

根
市
東

伊
那
遺
跡
で
は
、
竪
穴
住
居

の
床
面
石
囲

い
炉

の
北
側
に
石
を
敷
き

つ
め
、
そ
の

中
央
に
無
頭

の
石
棒
が
真

っ
直
ぐ
に
立
て
て
あ
り
、
ま
た
、
同
市
中

沢
高
見

沢
遺

跡
で
は
竪
穴
住
居
跡
南
側
数
ｍ

の
所
に
、
数
本

の
石

棒
状
の
石

が
放

射
状

に
並
べ

ら

れ
、
顔
面
把
手

の
つ
い
た
甕
が
出
土

し
て
お
り
、

こ
の
状
態

も
何

ら
か
の
信
仰

を
示
す
も

の
」
（
『
上
伊
那
誌
』
）

と
報
告

さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
諏
訪
地
方
に

お
け

る
研

究
で
は
、
「
縄
文
中
期
前
半
で

は
巨
大
な
石
棒
が
集
落

の
ほ
ぼ
中
央
、

共

同

の
場
と
お
ぼ
し
き
所
に
あ
り
、

共
同

の
祭
祀

の
対
象

と
し
て
祭

ら
れ
た
と
類
推
で

き
、
中

期
中
葉
で
は
石

棒
は
形

を
整
え
や
や
小

さ
く
な
り
、
中
期

後
半
に

な
る
と

形

状
は
さ
ら
に
小
形

と
な
り
、

一
軒

一
軒

の
家

に
持

ち
込

ま
れ
、
住
居
内

の
北
側

の
角
に
立
て
ら
れ
、
ま
わ
り
に
石

を
敷
き
つ
め
た
石

壇
形

の
も

の
が
作

ら
れ
て
い

る
。
集
落

の
共
同

の
場

か
ら
特
定
の
家
屋

へ
と
推
移
し

た
の
は
、
祭
祀
権

を
持

つ

も

の
が
特
定

の
人
、

家
に
握
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
（
『
古
代
諏
訪
の
ミ
シ
ャ
グ
ジ

祭
政
体
』
の
中
「
ミ
シ
ャ
グ
ジ
祭
政
体
考
」
）
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

石

棒

の

信

仰
的
意
味
に
つ

い
て
、
「
石

棒

と
石
皿

が
対
に

な
っ
て
出
土

す
る
こ
と

が
し
ば
し

ば
あ
り
、
石

皿
の
裏

に
石
棒

を
掘

り
込

ん
だ
も

の
も

あ
る
。
石
棒

は
ま
さ
に
生
殖

器

の
形

で
あ
り
、
地
面

か
ら
直

立
す
る
石
棒
、

そ
れ
に
降

り
て
来

て
宿

る
精
霊
、

そ
れ
に
よ

っ
て
大
地

が
力

を
得

て
新
し

い
存
在

が
生

ま
れ
て
く
る
と
信

じ
た
の
で

は
な

い
か
。
母

な
る
大
地

と
聖

な
る
婚
姻

が
そ
の
石
棒

の
持

つ
隠

さ
れ
た
意
味
で

は
な

い
か

。」（『
前
掲
書
』
）
と
述

べ
て
い
る
。

村内出土土 偶（土製人形）破片図1-11

諏
訪
地
方
に
お
け
る
ミ
シ
ャ
グ
ジ
信
仰
に
お
け
る
御
神
体
と
し
て
、
石
棒
が
祭

ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
彼
等
縄
文
人
の
生
活
に
必
要
な
植
物
や
動
物
を
産
み

出
す
地
母
神
の
象
徴
と
し
て
、
ミ
シ
ャ
グ
ジ
信
仰
と
関
係
づ
け
て
説

か
れ

て
い

る
。
こ
の
地
方
で
、
縄
文
時
代
に
ミ
シ
ャ
グ
ジ
信
仰
が
ど
の
程
度
入
っ
て
い
た
か

は
明
ら
か
で
な
い
が
、
そ
の
後
の
古
い
時
代
に
ミ
シ
ャ
グ
ジ
信
仰
が
こ
の
地
方
に

あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
当
地
に
お
け
る
縄
文
人
に
も
こ
の
よ
う
な
地
母
神
的

信
仰
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。

土
偶
に
つ
い
て
み
る
と
、
村
内
で
は
完
形
品
の
出
土
は
な
い
が
、
破
片
が
各
所

か
ら
出
土
し
て
い
る
。
土
偶
の
出
土
地
点
は
南
高
根
、
北
高
根
Ａ
、
宮
ノ
上
、
塩

ノ
井
の
山
ノ
神
、
天
伯
、
垣
外
畑
、
丸
山
の
七
か
所
で
、
ほ
と
ん
ど
中
期
の
土
偶

で
あ
る
。

本
村
土
偶
の
出
土
破
片
だ
け
で
は
、
そ
の
全
形
を
描
く
こ
と
は
困

難
で

あ
る

が
、
他
の
出
土
例
を
見
る
と
、
目
、
鼻
、
口
な
ど
は
単
純
に
表
現
さ
れ
て

い
る

が
、
胸
に
盛
り
上
る
豊
か
な
二
つ
の
乳
房
、
妊
娠
を
あ
ら
わ
す
腹
部
の
ふ
く
ら
み

j2



第１節　 村のあけぼの

を
み
せ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
明
ら
か
に
女
性
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

土
偶
が
竪
穴
住
居
か
ら
あ
ま
り
出
土
せ
ず
、
そ
の
周
り
か
ら
出
土
す
る
場
合
が
多

い
。
東
北
地
方
晩
期
土
偶
の
例
で
は
い
く
つ
か
の
囲
い
を
作
り
、
そ
の
囲

い
の

中
に
入
れ
土
器
の
か
け
ら
や
平
石
で
そ
の
上
を
覆
っ
て
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
非
常

に
犬
切
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
意
味
す
る
も
の
は

縄
文
人
だ
も
の
願
い
や
悩
み
を
聞
き
と
ど
け
て
く
れ
る
魔
力
を
持
っ
て
い
る
も
の

と
し
て
、
彼
ら
の
信
仰
の
対
象
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
う
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
特
に
女
性
が
子
供
を
生
む
こ
と
の
神
秘
さ
に
対
す
る
畏
敬
の
念

が
も
と
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
、
縄
文
人
の
食
糧
と
な
る
動

植
物
の
増
殖
に
つ
い
て
の
祈
り
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
で
、
石
棒
の
信
仰
と
相
通

ず
る
も
の
か
お
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
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図1-12　 村内出土の装飾品（上，有孔小珠，下３個耳栓）

オ
　
装
　
身
　
具

装
身
具
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
、
縄
文
時
代
の
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
行
な
わ

れ
た
よ
う
で
あ
る
。
村
内
に
お
い
て
も
縄
文
人
た
ち
の
装
身
具
が
い
く
つ
か
出
土

し
て
い
る
。
南
原
及
び
南
殿
の
宮
ノ
上
か
ら
有

孔
垂
飾

が
、
北
高
根
Ａ
、
大
芝

原
、
ほ
か

Ｉ
か
所
（
揚
所
不
明
）
か
ら
耳
栓
（
滑
車
型
耳
飾
り
）
が
出
土
し
た
。

有
孔
垂
飾
は
大
形
の
も
の
と
小
形
の
も
の
が
あ
る
。
本
村
出
土
の
も
の
に
有
孔

大
珠
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
り
、
有
孔
大
珠
は
滑
石
や
蝋
石
等
差
麗
な
石
を
使
っ

て
、
長
さ
Ｉ
〇
ｍ
、
幅
三
～
四
ｍ
内
外
の
大
き
さ
で
、
全
面
を
磨
い
て
丸
味
を
つ

け
、
柿
の
実
の
よ
う
な
形
に
作
ら
れ
た
も
の
が
多
い
。
こ
れ
の
一
端
に
穴

を
あ

け
、
ひ
も
を
通
し
て
首
に
掛
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
表
面
採
取
の

も
の
で
現
物
の
所
在
が
不
明
で
あ
り
、
い
つ
の
も
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
採

集
地
点
の
遺
跡
の
様
子
か
ら
考
え
て
縄
文
中
期
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
小
形
の
有

孔
小
珠
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
長
さ
五
ｍ
内
外
の
も
の
が
多
く
、
い
く
つ
も
ひ
も

に
通
し
て
組
み
合
わ
せ
て
首
飾
り
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
、
本
村
で
は
宮
ノ

上
遺
跡
か
ら
一
個
出
土
し
た
。

耳
栓
は
、
直
径
ご了

四
ｍ
の
滑
車
の
形
を
し
た
土
製
品
で
、
村
内
出
土
の
一
点

は
円
形
面
に
点
列
で
二
重
の
輪
が
描
か
れ
て
い
る
。
耳
飾
り
と
し
て
用
い
た
も
の

と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
使
わ
れ
た
時
期
が
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
後
期
晩
期
に
盛

ん
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
時
期
の
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な

べ

Ｏ

Ｖ

こ
の
ほ
か
、
装
身
具
と
し
て
は
骨
角
で
作
っ
た
垂
飾
品
々
、
貝
殻
等
で
作
っ
た

腕
輪
な
ど
も
あ
っ
た
こ
と
が
、
他
の
地
域
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
村
内
で
は

出
土
し
て
い
な
い
。

㈲
　
縄
文
後
期
・
晩
期

後
期
・
晩
期
に
な
る
と
遺
跡
数
が
著
し
く
減
少
す
る
こ
と
は
、
既
に
み
て
き
た

が
、
当
地
方
の
気
象
条
件
が
変
化
し
高
い
生
活
密
度
を
保
つ
こ
と
が
困
難
に
な
っ

jJ
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た
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
期

前
葉

の
南
関
東
系

の
堀
之
内
式
土
器

を
出
土
し

た
地
点

は
、
神
子
柴

遺
跡
と
宮
ノ
上

遺
跡
の
み
で
、

後
期
中
葉

の
南
関
東
系
加
曽
利
Ｂ
式

土
器
を
出
土
し
た
地
点
は
南
高
根
、
大
芝
東
、
北

高
根
Ａ

の
三

遺
跡
で

あ
る
。
大

芝
原
、
北
高
根
Ｂ

の
両

遺
跡
は
後
期
土
器

と
の
み
報
告

さ
れ
て
い
る
が
、
前
記
加

曽
利
Ｂ
式
土
器

の
出
土
地
点
と
近
く
、
し

か
も
同

一
条
件
の
所
で
あ
る
か
ら
同

一

系
統

の
も
の
と
思

わ
れ
、
合

わ
せ

て
五
遺
跡
と
な

る
。

後
期
末
葉

か
ら
晩
期
前
半
に

か
け

て
の
出
土
遺
跡

は
な
く
、
晩
期
後
半
に
至

っ

て
氷
式
土
器

を
出
土

し
た
地
点
は
、
南

高
根

・
大
芝
東
・
神
子
柴
・
北
高
根
Ａ

の

四
遺
跡
で
あ
り
、
他
に
晩
期
土
器

と
の
み
報
告

さ
れ

て

い

る

南
原
Ａ
・
久
保
下

（
箕
輪
遺
跡
の
う
ち
）
を
加
え
て
、
晩
期
の
遺
物
出
土

地
点
は
六
か
所

と
な
る
。

縄
文
後
期

の
住
居
跡
が
諏
訪
郡
に
お

い
て
は
、
湖
や
そ
れ
に
流
入
す
る
河
川

に

臨

む
台
地
端
に
多

く
発
見
さ

れ
、
上
伊
那
地
域
に
お

い
て
も
、
河
川
に
臨
む
台
地

突
端
に
多

く
住
居
が
発
見

さ
れ
る
よ
う
に
な
る

の
は
、
河
川
を
遡
上
す
る
魚
群
を

確

保
す
る
た
め
の
占
地

が
大

き
な
理
由

と
な

っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ

る
（
『
上
伊
那

誌
歴
史
篇
』
）
と
し

て
い
る
よ
う
に
、

縄
文
人

の
生
活

の
中
で
漁
労

の
比
重
が
高
く

な
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
本
村
に

お
い
て
も
天
竜
川
に
臨

む
台
地
突
端
付
近

に
後
期
の
住
居
跡
発
見

の
可

能
性
が
大

き
い
が
、
現
在

も
住
居
地

と
な
っ
て
い
る

部
分
が
多
く
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
前
記
の
場

所
の
ほ
か
発
見

さ
れ
て
い
な
い
。
た

だ
、
後
期
晩
期
に
作
ら
れ
た
と
考
え
る
石

剣
が
北

殿
、
塩
ノ
井
付

近
で
数
か
所
出

土
が
報
告
さ

れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
地
点
に
も
後
期
、
晩
期
の
縄
文
人
が
住
ん
で

い
た
こ
と
は
充
分
考
え
ら

れ
る

。
そ

れ
に
し
て
も
、
縄
文
後
期
、
晩
期
の
衰
退
は

明
瞭

で
あ
る
。

後
期
晩
期

の
住
居
様
式
に

つ
い
て
、
上
伊
那
地
域
内
に
お

い
て
は
、
長
谷
村
溝

口
、
伊

那
市

新
山
で
検
出

さ
れ
、

い
ず
れ
も
河
川
に
臨

ん
だ
南
向
き

の
高
台
に
位

置

し
て
お
り
、
溝

口
の
例
で
は
、

お
び
た
だ
し

い
配
石
が
認

め
ら
れ
て

い
た
こ
と

か
ら
、
敷
石

住
居
で
は
な
か
っ
た
か
と
し
、

こ
の
時
代
、
西
関
東
地
方

か
ら
本
県

東
信
地
方
に

か
け

て
敷
石
住
居
が
発
達
し
て

い
る
（
『
上
伊
那
誌
歴
史
篇
』）
、

と

い
わ

れ
て
い
る
が
、
本
村
内
で
は
こ

の
時
期

の
住
居
跡
は
一
戸
も
発
見
さ

れ

て

お

ら

ず
、

そ
の
姿

を
明

ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

土
器

は
、
中
期

の
大
形
で
豪
華
な
も

の
に
対
し
て
、
後
晩
期
に
な
る
と
文
様
は

平
面

的
に
な
り
、

主
要

な
文
様

と
し

て
す
り
消
し
縄
文

が
用

い
ら

れ
る
よ

う
に
な

り
、
か

つ
、
一
般
に
小
形

化
し
て
く
る
。
器
形

は
深
鉢
、

浅
鉢
、
土
瓶
型
釣
手
土

器
、
高
杯
、
香
炉
型
土
器
、
壷
型
土
器

等
、
用

途
に
よ
り
多
様

に
分
化

し
、

さ
ら

に
、
飾

っ
た
精
製
土
器
と
、
文
様

の
少
な

い
鉢
型
に
近

い
甕
型

の
粗
製
土
器

の
二

つ
の
基
本
型
に
分
け
ら

れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
前
者
は
供
献
用

、
後
者
は
実
用

の

煮
沸
用

と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
晩
期
に
な

る
と
、
さ
ら
に
朱
や
漆
を
塗

っ
た
土
器

も
出
現

し
、
土
器
製
作

の
技
術
に

は
進
歩

の
あ
と
が
見

ら
れ
る
が
、
中
期

の
土
器

の
よ
う
な
装
飾
は
な
く
、
力

強
さ
も
感
じ
ら
れ
な
い
。

石
器
は
、
中

期
か
ら
作
ら
れ
た
分
銅
形
石
斧
、

定
角
式
磨
製
石
斧

は
増
加

し
て

後
期
、
晩
期
と
使

わ
れ
て

い
る
が
、
定
角
式
石
斧
は
し
だ

い
に
小
形
化

し
、
晩
期

に
な
る
と
馨
形

の
石
斧
が
多
く
作
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て

い
る
。
ま
た
、

特
殊

な

石
斧
と
し
て

の
環
状
石
斧
か
お
り
、
そ

の
一
種
と
し
て
の
瑕
石
が
塩
ノ
井

部
落
か

ら
出
土
し

て
い
る
。

祭
祀
信
仰

の
対
象
と
し
て

の
石
棒

は
し

だ
い
に
小
形

化
し
、
簡
単
に
手
に
さ
げ

て
歩
け

る
ほ
ど
の
も

の
に

な
り
、

さ
ら
に
、
そ

れ
に
代

わ
っ
て
石
剣
が
作
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
本
村

に
お
け
る
石
剣

の
出
土
数

は
多

く
、
南

殿

の

宮

ノ

上
、
北
殿
の
西

垣
戸

、
同

秋
葉
社
付
近
、
同

ワ
カ
ツ
キ
、

塩
ノ
井
天
伯
、
同
東
屋

屋
敷
、
塩
ノ
井
（
遺
跡
名
不
詳
）
に
出
土

し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
現
物

は

所
在
不
明
で
あ
る
。
石
棒
が
大
形

で
共
同

の
場
に
祭
ら
れ
た
も
の
か
ら
、
小
形
化

さ

れ
て
特
定

の
住
居
に
移

っ
た
と
き
、
そ
れ
が
単
な
る
信
仰
の
対
象

か
ら
共
同
体

の
指
導
者

の
指
揮
棒

の
よ
う
な
も

の
と
し
て
、
あ
る

い
は
共
同

体
の
祭
祀
の
主
催

者

の
、
権
威

の
象
徴
と
な

っ
た
と

い
わ
れ
て
お
り
、
こ

の
よ
う
な
状
況

の
も
と
に

封
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石
棒
に
代
わ
っ
て
石
剣
（
石
刀
）
が
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
信
仰
が
う
す
く
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
土
偶
は
後
、
晩
期
に
も
続
い

て
作
ら
れ
て
お
り
、
ほ
か
に
上
面
が
作
ら
れ
、
顔
面
や
蛇
頭
形
を
し
た
供
献
用
土

器
が
作
ら
れ
、
呪
術
や
祭
り
の
行
為
は
組
織
化
さ
れ
、
縄
文
人
の
精
神
生
活
は
一

層
深
み
と
広
が
り
を
持
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

死
者
の
葬
送
に
つ
い
て
は
、
住
居
跡
の
内
外
周
辺
に
墓
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
集
擦
遺
構
や
上
族
が
あ
る
が
、
は
っ
き
り
し
た
遺
構
は
発
見
さ

れ
て
お
ら

ず
、
後
期
ま
で
の
葬
送
の
姿
は
判
明
し
て
い
な
い
。
特
に
上
演
は
縄
文
時
代
中
期

こ
ろ
か
ら
各
遺
跡
に
多
く
検
出
さ
れ
て
お
り
、
墓
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い

る
が
、
人
骨
其
の
他
装
飾
品
な
ど
墓
で
あ
る
こ
と
を
示
す
遺
物
が
出
土
し
て
い
な

い
。
貝
塚
等
が
多
く
発
掘
さ
れ
て
い
る
地
域
で
は
し
ば
し
ば
埋
葬
さ
れ
た
人
骨
が

検
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
手
足
を
曲
げ
て
埋
葬
す
る
屈
葬
、
体
を
伸

し
て
埋
葬
す
る
伸
展
葬
が
あ
り
、
多
少
の
装
身
具
や
土
器
、
石
器
等
を
伴
い
、
中

に
は
上
に
石
を
抱
か
せ
た
よ
う
な
抱
石
葬
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
か
お
り
、
死

霊
が
よ
み
が
え
っ
て
災
い
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
と
い
う
呪
の
気
持
ち
な
ど
が
見

ら
れ
る
が
、
全
般
的
に
極
め
て
簡
素
な
埋
葬
が
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

晩
期
に
な
る
と
、
伊
那
市
手
良
野
口
の
墓
地
の
よ
う
に
し
だ
い
に
厚
葬
の
傾
向

が
生
ま
れ
て
い
る
。

手
良
野
口
の
墓
地
は
、
非
常
に
丁
重
な
葬
送
の
例
で
あ
る
が
、
村
内
に
お
い
て

は
こ
の
よ
う
な
厚
葬
の
事
例
は
検
出
さ
れ
ず
、
よ
り
簡
単
な
葬
送
が
一
般
的
で
は

な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
が
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

匈
　
弥
生
文
化
時
代
の
南
箕
輪

１
　

弥
生
文
化
の
波
及
と
遺
跡
の
分
布

東
日
本

が
比
較
的
豊

か
な
自

然

的

資

源
（
鮭
鱒
の
遡
上
と
海
洋
魚
群
の
回
遊
な
ど
）

に
恵
ま

れ
、

独
自

の
ら
ん
熟
し
た
、

呪
術
的
要
素
（
土
偶
、
上
板
、
顔
面
把
手
等
）

の
強

い
亀
ヶ
岡

文
化
を
形

成
し
て

い
た
こ
ろ
、
西

日
本
は
凸
帯
文
土
器

の
貧
し
さ

に
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
恵
ま
れ
な
い
自
然
環
境
と
文
化
発
展
と
の
間
に
矛
盾
が
生

じ
、
採
集
経
済
に
行
き
詰
ま
り
を
感
じ
て
お
り
、
そ
の
克
服
の
た
め
陸
耕
が
開
始

さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
態
の
と
き
、

朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
稲
作
を
中
心
と
し
た
農
耕
文
化
が
北
九
州
に
伝
え

ら
れ

た
。
そ
れ
は
、
西
暦
前
三
〇
〇
年
ご
ろ
で
あ
っ
た
。

こ
の
稲
作
を
中
心
と
す
る
農
耕
文
化
は
、
西
暦
前
一
〇
〇
年
こ
ろ
ま
で
に
は
北

九
州
と
気
候
の
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
西
日
本
全
体
に
広
が
り
、
そ
の
東
限
は
伊
勢

湾
付
近
に
ま
で
達
し
た
。
そ
の
後
も
稲
作
文
化
は
し
だ
い
に
東
海
、
北
陸
へ
と
延

び
、
西
暦
前
後
ご
ろ
に
は
東
北
地
方
南
部
に
ま
で
達
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
縄
文
時
代
の
数
千
年
と
い
う
長
い
歴
史
に
比
べ
る
と
、
急
速
な

勢
い
で
稲
作
は
広
ま
っ
て
い
っ
た
が
、
早
く
も
九
州
地
方
で
は
稲
作
を
中
心
と
し

た
農
耕
文
化
の
発
展
に
よ
り
、
し
だ
い
に
階
級
社
会
が
生
ま
れ
、
「
く
に
」
が
形

成
さ
れ
、
四
世
紀
ご
ろ
か
ら
は
政
治
的
権
力
者
に
よ
る
犬
墳
墓
が
作
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
の
西
暦
前
三
〇
〇
年
ご
ろ
か
ら
、
古
墳
が
造
ら
れ
始
め
た
西
暦
三

〇
〇
年
ご
ろ
ま
で
の
数
百
年
の
間
を
弥
生
文
化
時
代
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
の
弥
生
文
化
時
代
は
、
第
一
に
、
日
本
に
お
け
る
農
耕
、
特
に
稲
作
の
伝
播

発
展
の
時
期
で
、
初
期
農
耕
文
化
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
第
二
に
、
日

本
に
お
け
る
金
属
器
使
用
の
開
始
期
で
あ
っ
て
、
初
期
金
属
文
化
の
様
相
を
示
し

て
い
る
こ
と
。
第
三
に
、
朝
鮮
半
島
な
い
し
中
国
と
交
渉
を
持
ち
始
め
た
時
期
で

あ
っ
て
、
大
陸
文
化
の
影
響
を
直
接
関
接
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
、
が
特
徴
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
糸
を
紡
ぎ
布
を
織
る
技
術
も
早
く
か
ら
身
に
つ
け
る
こ
と
と
な

り
、
数
千
年
と
い
う
長
期
に
わ
た
る
縄
文
時
代
の
採
集
経
済
の
停
滞
性
か
ら
脱
却

す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
ば
か
り
か
、
歴
史
の
回
転
を
著
し
く
早
め
る
こ
と
に
な

っ
た
。

稲
作
が
始
ま
る
と
、
縄
文
時
代
の
よ
う
な
手
の
こ
ん
だ
土
器
は
な
く
な
犬

簡

素
で
実
用
的
な
土
器
に
な
っ
た
。
し
か
し
焼
成
は
良
く
、
こ
れ
を
弥
生
式
土
器
と

j5
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図1-13　長野県における稲作文化の波及

呼
ん
で
い
る
。
こ
の
土
器
は
、
貯
蔵
用
の
壷
、
煮
炊
用
の
甕
、
食
物
を
盛
っ
て
神

に
供
え
る
供
献
用
高
坏
等
三
種
の
形
態
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
稲
作
用
の

耕
作
用
具
と
し
て
は
木
製
の
農
具
が
作
ら
れ
た
。
ま
た
、
稲
穂
を
摘
み
採
る
た
め

の
石
包
丁
と
い
う
特
殊
な
石
器
が
用
い
ら
れ
た
。
木
製
農
具
を
作
る
工
具
と
し
て

は
石
器
の
外
に
金
属
利
器
が
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
金
属
器
は
農
具
に
も
使
わ
れ

る
よ
う
利
用
が
拡
大
さ
れ
、
生
産
力
を
高
め
る
大
き
な
要
因
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
弥
生
式
文
化
が
、
い
つ
ど
の
よ
う
な
形
で
郷
土
に
伝
わ
っ
て
き
た

で
あ
ろ
う
か
。

長
野
県
は
山
岳
高
冷
地
帯
が
多
く
、
熱
帯
性
植
物
で
あ
る
稲
が
作
物
と
し
て
波

及
す
る
の
は
容
易
で
は
な
く
、
東
海
や
北
陸
の
海
岸
地
帯
よ
り
は
遅

れ
て
い
る

が
、
意
外
に
早
く
導
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
稲
作
文
化
の
伝
わ
り
方
は
、
地
形
の

特
色
か
ら
川
沿
い
に
波
及
し
た
。
前
期
（
些
二
〇
〇
～
些

Ｏ
Ｏ
）
末
に
は
す
で
に

東
海
地
方
か
ら
天
竜
川
沿
い
に
入
っ
て
い
た
が
、
中
期
（
些

Ｏ
Ｏ
～
や

Ｏ
Ｏ
）

に
な
る
と
県
下
平
担
地
帯
一
帯
に
広
ま
り
、
中
期
末
に
は
各
平
野
部
に
百
瀬
式
文

化
、
北
原
式
文
化
と
独
特
の
文
化
を
形
成
（
図
1
1
1
3）
し
、
後
期
（
皿
一
〇
〇
～

や
二
〇
〇
）
に
は
天
竜
川
と
千
曲
川
流
域
に
、
座
光
寺
原
式
文
化
と
箱
清
水
式
文

化
の
二
大
文
化
圏
が
並
立
す
る
形
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

上
伊
那
北
部
、
及
び
諏
訪
地
方
は
天
竜
川
流
域
の
座
光
寺
原
式
文
化
圏
と
、
千

曲
川
流
域
の
箱
清
水
式
文
化
圏
の
接
点
に
な
っ
て
お
り
、
両
者
の
文
化
が
入
り
組

ん
で
伝
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
急
速
な
弥
生
文
化
の
波
及
の
原
因
に
つ
い
て
は
縄
文
文
化
の
行
き

詰
ま
り
停
滞
に
対
す
る
縄
文
人
た
ち
の
あ
せ
り
が
大
き
な
底
流
に
な
っ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
が
、
ほ
か
に
大
き
な
原
因
と
し
て
、
彼
ら
が
石
包
丁
を
使
っ
て
稲
穂
を

一
本
ず
つ
刈
り
取
る
と
い
う
収
穫
法
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

一
見
能
率
の
悪
そ
う
な
石
包
丁
に
よ
る
穂
首
か
ら
の
一
本
摘
み
の
収
穫
が
普
遍

化
し
た
の
は
、
理
由
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
当
時
の
水
田
が
自

然
の
湿
地
を
利
用
し
て
い
て
、
収
穫
期
で
も
田
の
中
に
水
が
あ
り
、
鋭
利
な
刃
物

で
な
く
て
は
根
刈
り
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
そ
れ
以
上
に
、
稲
の
出
穂
実
り

の
時
期
が
そ
ろ
わ
ず
、
一
穂
ず
つ
石
包
丁
で
実
り
の
早
い
も
の
か
ら
収
穫
せ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
収
穫
法
は
生
産
性
に
お

い
て
低
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
結
果
と
し
て
、
実
り
期
の
異
な
る
種
子
の
分
離
と

い
う
重
大
な
機
能
を
は
か
ら
ず
も
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
翌
年

度
に
備
え
る
種
籾
の
選
択
を
有
利
に
し
、
充
実
し
た
優
良
な
る
種
籾
が
選
抜
さ
れ

る
ば
か
り
で
な
く
、
突
然
変
異
等
に
よ
る
寒
冷
な
気
候
に
も
適
し
た
個
体
の
選
出

を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
選
抜
の
過
程
で
、
お
そ
ら
く
最
も
早
く
抽

出
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
れ
が
突
然
変
異
で
あ
れ
、
分
離
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
、
早

く
実
る
性
質
の
稲
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
い
ち
早
く
出
穂
し
て
実
る
早
生
種
は
、

誰
の
目
に
も
特
別
な
も
の
と
し
て
注
意
を
集
中
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
初

穂
と
し
て
特
別
に
取
り
扱
わ
れ
れ
ば
、
や
が
て
一
つ
の
品
種
と
し
て
固
定
し
、
よ

り
寒
冷
な
地
域
へ
の
稲
作
波
及
の
大
き
な
力
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
（
岩
波
溝
座
『
日
本
歴
史
１
』）

さ
て
、
本
村
に
お
け
る
弥
生
文
化
の
波
及
の
状
態
を
み
る
と
、
現

在

ま
で
に

妬
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図1-14　 本村における弥生遺跡の分布

弥
生
文
化
時
代

の
遺
物
を
出
土
し
た
地
点
は
、
一
八
か
所
検

出
さ
れ
て

い
る
。
ま

だ
未
発
見

の
遺
跡
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

縄
文
時
代
中
期

の
遺
跡
数

に

比

べ
れ
ば
ほ
ぼ
半
数
で
、
出
土
遺
物
量
も
は
る
か
に
少
な

い
。

遺
跡

の
分
布

の
状
態
を
見
る
と
、
南
殿
か
ら
北
殿
、
塩
ノ
井

、
久
保
へ
か
け
て

の
天
竜
川
に
面
し

か
、
低
位
段
丘

の
突
端
部
付
近
に
集
中
し
て
お
り
（
図
工
－
1
4）
、

一
部

が
大
泉
部
落
百
方
六
〇
〇
～
七
〇
〇
ｍ

の
大
泉
川
両

岸
の
段
丘
上

に
分
布
し

て

い
る
。
前
者

の
う
ち
、
箕
輪
遺
跡
に
属
す
る
久
保
下

の
遺
跡
は
、
天

竜
川
及

び

帯
無
川
に
よ

っ
て
形

成
さ
れ
た
沖
積
面

に
立
地
し
て
お
り
注
目
す
べ
き
遺
跡
で
あ

こ
れ
ら

の
遺
跡

の
出
土
遺
物
に
つ

い
て
、

弥
生
時
代

の
編
年

的
位

置

を

み

る

と
、
大
部
分

の
遺
跡
が
弥
生
時
代

後
期
に
属

す
る
も
の
で
あ

っ
て
、

わ
ず
か
に
箕

輪

遺
跡

の
み
に
弥
生
時
代
波
及
期

の
土
器

片
、
及

び
中
期

の
土
器
片

が
出
土

し
て

い
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、

こ
の
地
域

で
の
本

格
的
な
弥
生
文
化

は
、

弥
生
時
代

後

期

に
な

っ
て
広
ま

っ
た
と
考
え
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
し

た
が
っ
て
当
地
に

お
い
て

は
、

弥
生
時
代
前
期
及

び
中
期

の
大
半

は
、

そ
の
大
部
分

の
人

た
ち
は
、
縄
文
時

代
晩
期

文
化

の
生
活

を
続
け
た
と
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

日
本
に

お
け

る
弥
生
時
代
初
期

の
生
活

は
、
沖
積
平
地
内

の
自
然

の
湿
地

を
水

田

と
し
て
利
用

し
、

そ
の
付
近

の
微

高
地
に
住
居

を
構
え

た
と
い
わ
れ
て
お
り
、

そ
れ
と
同
様

の
立
地

を
示

す
箕
輪
遺
跡

が
、
こ

の
地
方
で
早

く
か
ら
水
田
と
し

て

利
用

さ
れ
た
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
上
伊
那
地
域
内
に

お
い
て
、
弥

生
時
代
波
及

期

の
遺
物

の
出
土
地
点

は
二
〇
余

か
所
発
見

さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
中
で
、
箕
輪

遺
跡
、
中
川
村
片
桐

の
鵡
す

原
遺
跡
、
駒
ヶ
根
市
上
穂
沢
川
中
流

の
洪
積
台
地
上

に
発
達

し
た
十
二
天
、
如
来
寺
遺
跡
、
外
に
伊
那
市
御
園
、
同
伊
勢

並
、
箕
輪
町

沢
北
溝
等

の
遺
跡

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
付
近
に
豊
富
な
湧
水
が

あ

り
、
湿
地

が
求

め
ら
れ
る
と
こ

ろ
に

立
地
し

て
お
り
、
そ

の
よ

う
な

立
地
条
件

か

ら
水
稲
耕
作

が
行

な
わ
れ
た
も

の
と
考
え

た
く
な

る
が
、
波
及
期

の
水
神
平
式
土

俘
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器

に
伴
っ
て
水
稲
栽
培
に
使

わ
れ
た
道
具

が
発
見

さ
れ
て
お
ら
ず
、
確
信

の
持

て

る
遺
跡
や
、

水
稲
農
耕

の
波
及

を
確
実
に
物
語

る
遺
物

が
な
い
。
し

た
が
っ
て
、

縄
文
末
期

か
ら
遺
跡
地

が
川
に
近

い
湿
地
付
近
に
集

ま
っ
だ
の
は
、
漁
労

を
中
心

と
す
る
生
活
に

な
っ
た
た
め
と
考
え

ら
れ
る
。
し

か
し
、
反
面
で
上
伊
那
地
域
で

稲
作
文
化

が
伝

わ
っ
て
来

だ
の
は
水

神
平
式

文

化

（
東
海
地
方
に
発
達
し
た
文
化
）

と
共
に

で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
お
り
、
稲
作

が
行

な
わ
れ
た
と
考
え

る
方

が
妥

当

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

稲

が
熱
帯
性

植
物

で
あ
っ
て
、
本
来
夏
季

の
高
温

を
必
要
と
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と
は
、

弥
生
時
代
前
期

の
遺
跡

の
分
布
域

が
、

七
月

の
平
均
気
温
二
四
度
Ｃ

の

等

温
線
と
密
接

な
関
係
か

お
る
こ

と
が

示

さ
れ
て
お
り
（
『
日
本
農
耕
文
化
の
起
源
』
）

現
在
に

お
い
て
も
夏
季

の
低
温

が
し

ば
し

ば
冷
害

を
発
生

さ
せ

て
い
る
こ
と

か
ら

も

そ
れ
は
十
分
理
解

さ
れ
る
。
弥
生
時
代

の
技
術

の
未
熟
な
段
階
に

お
い
て
、
当

地

の
よ
う
な
標
高

六
〇
〇

～
八
〇
〇
ｍ

と

い
う
高
冷
地
に
稲
作
を
導
入
す

る
こ
と

は
、
先
に
述

べ
た
寒
冷
地
向

き
の
稲
穂
が
選
出

さ
れ
た
に
し

て
も
、
容
易
な
こ
と

で

は
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

箕
輪
遺
跡
に

お
い
て
波
及
期
に
相
当
す

る
東
海
系

の
水
神
平
式
土
器
、
及

び
中

期
前
半
同
系
統

の
阿
島
式
土
器

の
出
土
が
見
ら

れ
る
に
し
て
も
、
稲
作
が

ど
の
程

度
に
行
な

わ
れ
た

か
、
確

た
る
証
拠
が
な

い
限
り
判
断
し

か
ね
る

。
自
然

の
湿
地

を
利
用
し
て

の
稲
作
が
行
な

わ
れ
た
と
し
て
も
、

か
な
り
不
安
定
な
も

の
で
あ

っ

た
と
思

わ
れ
る
。

中
期
後
半
に
至

っ
て
、
松
本
平
地
方

か
ら
百
瀬
式
土
器
文
化
が
伝
え
ら

れ
、
さ

ら
に
、
こ

れ
に
続

い
て
畿
内
系

の
櫛
目
文
様

の
土
器
を
持

つ
文
化
が
伝
え
ら

れ
、

箕
輪
遺
跡
の
広
い
範
囲
に
こ
の
遺
物
が
出
土
し
て
い
る
。
松
本
地
方
に
お
い
て
も

百
瀬
式
土
器
の
出
現
の
こ
ろ
か
ら
稲
作
農
耕
が
確
認
さ
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
み
て
、
箕
輪
遺
跡
に
お
い
て
も
こ
の
こ
ろ
か
ら
稲
作
が
本
格
的
に
行
な
わ

れ
始
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
箕
輪
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
数
種
の
磨
製
石
斧
は

木
工
用

の
道
具

と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
多
量
に
出
土
し

た
木

柵
や
、
木
製
農
具

の

一
部

は
こ
の
時
代

の
も
の
で

あ
る
可
能
性

が
あ
る
の
で

あ
る
。

弥

生
時
代
後
期
に
な

る
と
、
本
村
内
に
お

い
て
は
南
殿
、
北
殿
、
塩
ノ
井
、
久

保
部
落

の
天
竜
川

を
望

む
低
位
段
丘

の
突
端
付
近
と
、
大
泉
西
方

の
大
泉
川
両

岸

の
段
丘
上
に
弥
生
人

の
住
居
が
展
開
さ

れ
、
箕
輪
遺
跡
に
お

い
て
は
北
端

の
や
や

小
高

い
馬
場
（
箕
輪
町
地
籍
）
地
点
等

の
限
ら
れ
た
場
所

の
み
に
居
住
地
が
狭
め
ら

れ
て
、
他

の
地
点
に

は
後
期

の
遺
物
は
出
土
し
な
く
な

っ
て

い
る
。

こ

の

こ

と

は
、
こ

の
時
期
に
な

っ
て
弥
生
大

た
ち

の
居
住

の
場
に
大
き
な
立
地
上

の
変
化
が

起

き
た
の
で

は
な

い
か
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に

つ
い
て
、
「
弥
生
時
代

後
期

初
頭

の
一
時
期
に
天
竜
川
、

三

峰
川

等
が

一
時

の
平
静

さ
を
破

っ
て
、
大
洪
水
に
よ

っ
て
沖
積
面
を
洗

い
流
す
よ
う
に

な

っ
た
こ
と
に

あ
る
と
思

わ
れ
る
」
（
『
上
伊
那
誌
歴
史
篇
』
）
と

述

べ
て

い
る
よ
う

に
、
沖
積
面
に
居
住
で
き
な

い
状
態
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
思

わ
れ
る
。
も

ち

ろ
ん
、
洪
水

の
収
ま

っ
た
後
、
沖
積
面

の
う
ち
水
田
と
し
て
利
用

し
得
る
場
所

が
残

さ
れ
た
り
、
新

た
に
生
ま
れ
た
り
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
ら

の
場
所
は

水
田
と
し
て
利
用
さ

れ
た
で
あ

ろ
う
が
、
居
住

の
場
所
は
安
全
な
地
点
に
構
え
る

よ

う
に
な

っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
さ
ら
に
は
、
付
近

の
小
湿
地
を
求
め
て
開
田
が

行
な

わ
れ
た
の
で
あ

ろ
う

か
、
天
竜
川
か
ら
か
な
り
離
れ
た
大
泉
西
方

の
大
泉
川

両
岸

の
小
湿
地
を
求

め
て
、
北
高
根
Ａ
遺
跡
や
大
芝
原
遺
跡
、
ま
た
、
鳥
谷
川
の

小
湿
地

を
求

め
て
春
日
道
上
に
遺
跡

を
残
す
な

ど
新

た
な
る
開
発
が

行

な

わ

れ

て
、
弥
生
人

の
生
活

の
舞
台
が

広
が

っ
た
も

の
と
考
え
ら

れ
る
。

し

か
し
、
こ

の
時
代
十
分
な
鉄
製
農
具
が
あ

っ
た

わ
け
で
は
な
く
、
石
器
や
木

製

の
農
具

を
も

っ
て
し

て
は
、
大
き
な
水
路
を
作

っ
て

の
人
工
濯
漑
に
よ
る
開
田

は
困
難
で
、
白
然

の
湿
地

を
利
用
す

る
段
階
に
と

ど
ま

っ
て

い
た
と
思

わ
れ
る
。

２
　

弥
生
文
化
時
代
の
生
活

①
　

農
耕
生
産
活
動

j8



村 のあけ ぼの節第 １

後
期
の
弥
生
人
た
ち
は
、
当
地
で
も
か
な
り
活
発
に
稲
作
に
取
り
組
ん
だ
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し
、
本
村
内
で
は
箕
輪
遺
跡
以
外
ほ
と
ん
ど
、
稲
作
の
証
拠
と
な

る
よ
う
な
も
の
は
出
土
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
北
殿
の
北
垣
外
遺
跡
か
ら
石
包
丁

が
一
個
出
土
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
箕
輪
遺
跡
久
保
下
等

か
ら
出
土
し
た
鋤
、
鍬
、
田
下
駄
、
田
舟
等
は
貴
重
な
稲
作
の
資
料
と
な
る
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
時
期
は
古
墳
時
代
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
強
く
、
弥
生
時
代

の
稲
作
の
直
接
の
資
料
と
し
難
い
面
も
あ
る
が
、
弥
生
時
代
に
続
く
時
代
の
も
の

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
参
考
に
し
、
ま
た
、
付
近
の
他
の
遺
跡
、
遺
物
か
ら
当
時
の

生
活
を
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
ず
、
稲
作
用
地
の
選
定
に
つ
い
て
み
よ
う
。
弥
生
時
代
の
初
中
期
の
よ
う
な

石
器
や
木
製
の
農
具
の
み
で
は
、
大
き
な
人
工
の
濯
漑
用
水
路
を
造
っ
て
開
田
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
、
大
き
な
河
川
の
後
背
湿
地
や
、
小
河
川
流
域
の

小
低
湿
地
等
の
自
然
の
湿
地
を
利
用
し
た
と
思
わ
れ
る
。
特
に
大
き
な
河
川
の
後

背
湿
地
な
ど
で
は
水
が
停
滞
し
て
暖
ま
り
、
稲
作
に
適
す
る
場
所
が
少
な
く
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

箕
輪
遺
跡
は
天
竜
川
と
帯
無
川
の
つ
く
っ
た
後
背
湿
地
で
あ
り
、
西
方
の
段
丘

端
よ
り
の
湧
水
は
や
や
冷
水
で
あ
る
が
、
そ
の
量
は
多
く
、
昭
和
二
七
年
か
ら
の

土
地
改
良
事
業
実
施
以
前
は
、
至
る
所
に
沼
地
や
湧
水
の
あ
る
湿
地
帯
で
あ
っ
て

後
背
湿
地
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
り
、
北
高
根
遺
跡
・
大
芝
東
遺
跡
・
春
日
道
上

遺
跡
の
住
人
た
ち
の
開
い
た
水
田
は
、
小
河
川
流
域
の
小
湿
地
の
例
で
あ
ろ
う
。

こ

れ
ら

の
自
然

の
湿
地
は
、
箕
輪
遺
跡

の
遺
物
出
土
層
が
葦
な
ど
の
泥
炭
層
で

あ

っ
た
よ
う
に
、
葦
の
自
生
す
る
葦
原
で
あ

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
所
の
多

い
所

は
生
産
力

の
豊

か
な
場
所
で
あ

っ
て
豊
葦
原
と

い
わ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
日
本
の

よ
う
に
島
国
で
季
節
風
帯
に
属
し
て

い
て
夏
季
雨
量

の
多

い
と
こ

ろ
で
は
、
こ

の

よ
う
な
湿
地
が

多

く
、
「
豊
葦
原
瑞
穂

の
国
」
と

い
わ
れ
た
古

い
言
葉

の
意
味
は

こ
こ
に

あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
今
で
は
葦
の
生
え
て

い
る
よ
う
な
低
湿
地
は
生
産

力
の
低
い
不

良
な
土

地
と
考
え
る
が
、

こ
の
時
代
に

あ
っ
て
は
大
切

な
水
田
用
地

で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
当
時
の
稲
の
作
り
方
を
概
観
し
よ
う
。

右
に
述
べ
た
よ
う
に
自
然
の
湿
地
が
水
田
用

地
と
し
て
選
ば
れ
た
が
、

湿
地

で

あ
る
た
め
畔
や
水
路
は
土
留
め
を
し
て
成
形
す
る
必
要
か
お
る
。
箕
輪
遺
跡
や
静

岡
県
登
呂
遺
跡
の
よ
う
に
、
さ
わ
ら
な
ど
の
割
り
や
す
い
木
を
数
十
四
に
切
り
、

そ
れ
を
割
っ
て
杭
に
作
り
、
そ
れ
を
打
ち
込
ん
で
柵
と
し
、
さ
ら
に
粗
柔
な
ど
を

-

蕊 丿
⇔　 ２

り
り

4ｍy

一
　
ｙ
　
　
　

５

-
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-

四厖⑩ 勿
10 ｃｍ

０

頑 謳 い

図1-15　箕輪遺跡出土G図1-15　 箕輪遺跡出土の石鏃（箕輪遺跡発掘報告書 より）５・６は久保 下・橋詰出土



村の生い立 ち第１章

編
み
っ
け
て
土
留
め
を
す
る
努
力
が
は
ら
わ
れ
て

い
る
。
開

墾
や
耕

起
は
箕
輪

遺

跡
で
は
石
鍬
が
主
と
し
て
使
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
石
鍬

は
箕
輪

遺
跡
か
ら
は
数

多
く
出
土
し
て
お
り
（
図
１
－
1
5）
、
一
見
縄
文
時
代

の
打
製
石
斧
に
似
て

い
る
が
。

そ

の
製
作
技
術
の
様
相
か
ら

弥
生
時
代

の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
（「
箕
輪
遺
跡

調
査
第
皿
集
」）
開
墾
用

と
考
え
ら
れ
る
大
形

で
強
じ
ん
な
も
の
と
、

耕
起
用

の
も

の
と
が
あ
る
Ｉ
い
ず
れ
も
何
回
も
使
わ
れ
た
こ
と
を
物
語
る
よ
う
に
刃
先
が
欠
け
　

。

て
い
た
り
、
磨
滅
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
こ
れ
と
共
に
、
木
製
の
鋤
、
鍬
も
使

わ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。

田
面
を
均
ら
し
、
平
ら
に
す
る
に
は
田
下
駄
が
用
い
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
は
、
昭
和
の
初
期
ご
ろ
ま
で
刈
敷
を
踏
み
込
ん
だ
り
、
植
代
の
総
仕
上
げ
を
す

る
と
き
に
大
足
と
称
し
て
、
田
下
駄
を
改
良
し
た
形
の
も
の
を
両
足
に
は
き
、
そ

れ
に
綱
を
つ
け
て
両
手
で
交
互
に
持
ち
上
げ
な
が
ら
ｍ
面
を
歩
い
て
仕
上
げ
を
し

た
こ
と
と
同
じ
作
業
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

仕
上
げ
を
し
た
水
田
に
は
、
籾
種
を
直
接
に
ば
ら
播
く
直
播
栽
培
が
行
な
わ
れ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
後
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
湿
地
で
あ
る
か
ら
水
は
ほ
と
ん
ど
白
然
の
湧
水

で
足
り
た
と
思
わ
れ
る
が
、
必
要
に
応
じ
簡
単
な
濯
排
水
施
設
が
作
ら
れ
て
濯
排

水
が
行
な
わ
れ
、
他
の
管
理
と
し
て
は
鳥
獣
の
害
を
防
ぐ
こ
と
が
大
事
な
仕
事
で

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
そ
の
後
の
奈
良
、
平
安
時
代
の
様
子
な
ど
か
ら
も
推
察
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
除
草
は
ば
ら
播
合
の
直
播
栽
培
で
は
生
育
中
に
本
ｍ
に
入
っ

て
歩
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

実
っ
た
稲
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
石
包
丁
で
一
本
一
本
穂
首
か
ら
刈
り
取
る

方
法
で
収
穫
し
、
収
穫
し
た
籾
は
壷
に
入
れ
て
貯
蔵
す
る
か
、
登
呂
遺
跡
の
例
の

よ
う
に
高
床
式
倉
庫
に
束
ね
た
状
態
で
貯
蔵
さ
れ
た
。
村
内
に
は
高
床
式
倉
庫
の

確
認
さ
れ
た
遺
跡
は
な
い
が
、
北
高
根
遺
跡
に
は
柱
穴
群
が
い
く
つ
か
あ
り
、
そ

大形蛤刃磨石斧

磨 製石斧　　　 ０

５ｃ ｍ

有孔磨製石斧

５

-

可 応 製
石
ぎ　 ？　　　　　　　　　　　　ヤ　　　 扁平片刃石斧

図1-16　 弥生時代の磨製 石斧

１・４・５箕 輪遺跡　 ２・３南殿宮 ノ上遺跡

2θ

の
中
に
は
弥
生
式
土
器
を
伴
っ
た
も
の
も
あ
宍

そ
の
柱
穴
群
は
高
床
式
倉
庫
で

あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

籾
は
立
臼
立
杵
で
掲
い
て
脱
秤
と
簡
単
な
籾
と
り
を
行
な
い
、
甑
を
使
っ
て
蒸

し
て
食
べ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

石
器
類
に
は
先
に
述
べ
た
石
鍬
の
ほ
か
に
、
こ
の
時
代
磨
製
石
斧
、
大
形

蛤

刃
石
斧
、
扁
平
片
刃
石
斧
等
か
お
る
が
、
規
格
化
さ
れ
た
傾
向
が
感
じ
ら
れ
、
非

常
に
立
派
な
も
の
で
、
石
斧
製
造
師
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
村
内
で
は
、
北
殿
の
北
垣
外
、
南
殿
の
宮
ノ
上
遺
跡
か
ら
磨

製
石
斧
が
、
ま
た
、
宮
ノ
上
か
ら
は
特
殊
な
有
孔
磨
製
石
斧
が
出
土
し
て
い
る
。



第１節 村のあけぼの

（
図
１
－

坊

こ
れ
ら
の
石
斧

は
木
製

農
具
等

を
製
作

す
る
た
め
の
原
材

の
伐
採

今

切

割
り
、

ま
た
は
墾

な
ど
の
役
割

を
果

た
し

た
よ
う
で

あ
る
。
北
高
根
遣
跡

の
７

号
住
居

跡
は
弥
生
時
代

の
住
居

で
あ
る
が
、

そ
の
住
居
跡

の
床
面

か
ら
「
や
り
が

ん
な
」

と
思

わ
れ
る
鉄
製
品

が
出
土
し

た
。
弥
生
時
代

の
後
期
に

は
当
地
に
も
こ

の
よ
う
な
鉄
製
利
器

が
伝

わ
っ
て
き
て

お
り
、
農
具

の
生
産
に
威
力
を
発
揮
し
た

も

の
と
思

わ
れ
る
。

こ

の
よ
う
に
し
て
用

具
の
進
歩
は
水
稲
の
生
産
力
を
高
め
、
稲
作
の
重
要
性

は

高

ま
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
な
お
、
そ
れ
だ
け
で
充
分
な
食
生
活
を
満

た
す
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
縄
文
時
代

か
ら
引
続

き
狩
猟
、
漁
労
等

の
採
集
活

動

も
か
な
り
活
発
に
行

な
わ
れ
て
い
る
。
久
保

の
石
経
（
図
工
－
1
7）
、

大
芝
南
、

大
芝
原
遺
跡

等
か
ら
磨
製
石
鏃

が
出
土
し

て
い
る
こ
と

は
こ

れ
を
示
し
て

い
る

。

ま
た
、
村
内
に

は
積
極
的
な
畑
作
農
耕
を
示
す
遺
物
は
出
土
し
て

い
な

い
が
、

畑
作
農
耕
も
行
な

わ
れ
た
の
で

は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

②
　

住

生
活
に
つ
い
て

弥
生
文
化
時
代

の
住
居
に

つ
い
て
、
村
内
で
発
掘
調
査
さ
れ
た
遺
跡
の
限
ら
れ

た
範
囲
で
、
十
分
そ
の
姿
が
解
明
さ
れ
た
状
態
で
は
な

い
か
も
知
れ
な
い
が
、
大

泉
北
高
根
Ａ
遺
跡
に
は
五
戸
の
住
居
跡
が
発
見

さ
れ
て
お
り
、
天

伯
遺
跡
に
も
弥

0　　　　　　　　　　3cm

図1-17 磨 製 石 鏃

(久保，石経遺跡出土)

生
時
代
終
末
か
ら
土
師
器
時
代

へ
の
移
行

期
と
考
え
ら
れ
る
住
居
跡

が
発
掘

さ
れ

て

い
る
。
こ
れ
ら
の
住
居
跡
の
状
況

は
表
１
－

１

の
と
お
り
で

あ
り
、
こ

れ
に
よ

っ
て
、
当
時
の
住
生
活
の
概
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

住
居

の
様

式
は
ぐ

通
常
五
～

六
ｍ

の
隅
丸
方
形
又

は
長
方
形

で
、
床
面
を
地
表

下

二
〇
～
五
〇
ｍ

く
ら
い
掘

り
込

ん
だ
竪
穴
式
住
居
で
あ
る

。
柱
は
、
柱
穴
の
確

認

さ
れ
な
い
住
居
跡
も

あ
る
が
、
四
本

の
主
柱
を
持

つ
も
の
が
多
く
、
屋

根
は
地

面
近

く
ま
で
届

く
円
錐
形

の
草
葺
屋
根
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
床
面

は
踏

み

固

め
ら

れ
て
お
り
、
北
高
根
７

号
住
居
跡
で
は

二
一
～
二
〇

四
幅
の
周

溝
か
床
面

の
外
端
全
周

に
め
ぐ
ら
し
て
あ

っ
た
。
ま
た
、
７
号
、
1
2号
住
居
跡
に

は
内
部

の

間
仕
切
り
か
と
思

わ
れ
る
小
さ
な
柱
穴
跡
が
多

く
検
出

さ
れ
て
い
る
。

炉
跡
に
つ
い
て
み

る
と
、
六
住
居
跡
の
う
ち
三

戸
に
は
炉
が
な

い
か
、
確
認

さ
れ

て
い
な
い
が
、
他
の
里

戸
は
炉
跡
が
あ
り
、
う

ち
一
戸

は
床
面

ほ
ぼ
中
央
に
一
五
ｍ

の
深

さ
に
掘
り
く
ぼ

め
た
だ
け
の
簡
単
な
炉
で
あ
る
が
、
他

の
三
戸
は
甕
（
壹
）
の

図1-18　弥生時代後期の住居跡

北高根Ａ遺跡７号住居跡中央に埋甕

炉があり四本の柱穴もはっきりとし

ている
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第１章 村の生い 立ち

表1-1　 村内における弥生時代（後期）の住居跡

遺　跡　名
住 居 番 号

プ　 ラ　ン 摘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 要

北 高 根 Ａ

１　号

5.25mx4.6m

隅 丸 方 形

主軸　51 °　壁 高30～35cm　主柱 ４本
床面に焼土あり　炉は確認 されず
遺物　弥生時代後期土器　石 器なし

μ

３　号

4.9mx(5.35)m

隅 丸 方 形

主軸　60 °　 壁高10Cm 内外　柱跡判明せず
炉 は床面 中央に円形に15Cm 程掘リくぼめたもの
遺物　欠 山期 （？）の土器　鉄製紡錘車　石 器なし

μ

７　号

5,6mx5.55m

隅丸 方形

主軸　46 ° 壁 高25～37Cm　主柱 ４本
外に間仕切りと思 われる柱穴多数　幅12～20Cm の周溝か全周 にあり炉は床面
中央やや北寄 卵こ埋甕 炉
遺物　土器，鉄製 品（や りかんな）石器 なし

//

12　号

6.3mx4.05m

隅丸方形

主軸　35 °　壁 高20～25cm　柱穴不 明
北西隅，南東東壁 に張 出部　 中央 に間仕切 りと思 われる柱穴多し
炉　住居跡中央北壁 に近 く埋甕炉
遺物　台形完形土器　他土器片　石器 なし

//

5　 号

4.55mx3.3m

隅丸方形

主軸　32 °　壁高15～30cm　 柱穴３個確認

炉　なし
遺物　弥生時代終末(欠山期)土器　石器 なし

天伯遺跡

32トレ ンチ
２　　号

6.9mx8.39m

隅丸方形

壁高　地表より45～50cm　主 柱４本

炉　北壁寄 りに埋甕式
遺物　土師器，弥 生終 末より土師器への移行期 か

図1-19　 埋甕炉出土状況(北高根)

胴
部
あ
る
い
は
口
縁
部
を
埋
め

て
作
っ
た
埋
甕
式
の
炉
で
、
床

面
の
中
央
よ
り
北
壁
寄
り
に
作

ら
れ
て
い
る
。
埋
甕
式

の
炉

は
、
火
種
保
存
の
方
法
と
し
て

考
え
た
も
の
で
あ
る
う
と
い
わ

れ
て
い
る
。
郡
内
に
あ
る
縄
文

時
代
か
ら
の
様
式
で
あ
る
石
囲

い
炉
は
も
う
作
ら
れ

て
い
な

へ

Ｏ

Ｖ

床
の
上
に
は
、
藁
や
乾
草
な

ど
を
敷

い
て
ご

ろ
寝
を
し
た
と

考
え
ら

れ
て

い
る
。
一
住
居
当

た
り
ど
れ
く
ら
い
の
人
数

が
生
活
し

た
の
だ
ろ
う
か
。
関
野
克

の
私

案

に

よ

る

と
、
一
人
当
た
り
の
必
要
面
積

を
三
ｊ

と
考
え
、
柱
、
炉

の
た
め
に
三

。ｍ
く
ら
い

が
必
要
で
あ
る

か
ら
、
生
活
可

能
な
人
数
ｎ

は
、
μ
＝
↓

ｙ
（
胆
回
遊
）－

↑
の
式

で
算
出
で
き
る
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に
従
っ
て
人
数
を
計
算
し
て
み
る
と
、

小
さ

い
住
居
で
四
人
、
大

き
い
住
居
（
７
号
）
で

九
人
、
天

伯
遺
跡
２
号
住
居
で
は
一
七

～

一
八
人

の
生
活

が
可
能

だ
と

い
う
こ
と
に
な
る

。

こ
の
時
代
既
に
平
地
住
居
が
造
ら

れ
て

い
る
例
が
あ
り
、
ま
た
特
殊
な
高
床
式

建

物
の
存
在

が
確
認

さ
れ
て
い
る
。
高
床
式

の
建
物
は
銅
鐸
等
に
描

か

れ

て

お

り
、
登
呂

遺
跡

で
は
そ
れ
が
倉
庫
で

あ
っ
た
こ
と

が
明

ら
か
に

さ
れ
た
。

㈲
　

衣
生
活
に
つ
い
て

縄
文
時
代
は
衣
料
と
し
て
、
狩
猟
の
結
果
得

ら
れ
た
毛
皮
類

が
用

い
ら
れ
た
と

考
え

ら
れ
て
い
る
が
、
弥
生
時
代
に
お

い
て
も
、
毛
皮
類
は
引

続
き
大

事
な
衣
料
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第１節 村のあけぼの

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
代
に
な
る
と
糸
を
紡
ぎ
布
を
織
る
技

術
が
大
陸
か
ら
伝
え
ら
れ
、
そ
の
技
術
が
広
ま
っ
た
こ
と
が
衣
生
活
面
に
お
け
る

重
要
な
特
色
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
各
地
か
ら
土
製
、
石
製
の
紡
錘
車
が
出

土
し
、
銅
鐸
に
も
糸
を
紡
い
で
い
る
と
思
わ
れ
る
線
画
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
、

さ
ら
に
底
面
に
織
物
な
ど
の
圧
痕
を
印
し
た
土
器
が
広
く
分
布
し
て
い
る
こ
と
な

ど
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
る
。

土
器
に
残
っ
た
織
物
の
圧
痕
か
ら
み
る
と
、
か
な
り
目
の
粗
い
も
の
で
あ
っ
た

が
、
機
織
の
技
術
は
急
速
に
普
及
し
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
村
内
で
は
弥
生

時
代
の
も
の
と
さ
れ
る
石
製
あ
る
い
は
土
製
の
紡
錘
車
は
出
土
し
て
い
な
い
。
し

か
し
、
北
高
根
遺
跡
の
３
号
住
居
跡
か
ら
鉄
製
の
紡
錘
車
が
出
土
し
て
い
る
。
鉄

が
当
時
利
器
を
作
る
貴
重
な
資
源
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
鉄
製
紡
錘
車
の

存
在
は
注
目
に
値
す
る
。

繊
維
原
料
と
し

て
は
苧
麻
、
大
麻
な

ど
が
使

わ
れ
た
と
考
え
ら

れ
、
し

た
が

っ

て
、

そ
の
栽
培
も
行

な
わ
れ
た
と
考
え

た
い
。

㈲
　

弥
生
人
の
精
神
活
動

稲
作
を
中
心
と
す
る
農
耕
の
開
始
は
、
従
来

の
生
活
様
式

の
大
転
換
で
あ

っ
て
、

当
時
の
大
た
ち
の
精
神
状
態

を
も
大

き
く
変
化

さ
せ
た
。
食
料
供
給

の
中

心
で
あ

る
稲
の
栽
培
に
努
力
の
大
半

を
傾
注
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
巧

緻
で
時

に
は
異

様

な
感
さ
え
あ
っ
た
手
間

の
か
か
る
土
器

は
姿

を
消
し
、
簡
素

で
実
用
的

な
土
器

に
変
わ
っ
た
の
も
そ
の
精
神
状
態

の
変
化

の
あ
ら
わ
れ
で

あ
ろ
う
。

ま
た
、
自
然
に
対

し
て
働

き
か
け

る
仕
方
も
違

っ
て
き
て
い
る
。
四
季

の
変
化

に
対

す
る
敏
感
な
感
受
性
、
太
陽

と
作
物

の
関
係
に

つ
い
て
の
真
剣

な
認
識
、
実

り
を
祈

る
気
持

ち
と
実

り
を
得

た
と
き

の
喜

び
な

ど
、
縄
文
文
化

の
採
集
経
済

の

時
代
に

は
な
か
っ
た
精

神
状
態
で

あ
る
。

日
本

の
神
話

の
一

つ
に
「
天

の
岩
戸
」

の
伝
説
か
お

る
。
そ

れ
は
、
日

の
神
で

あ
る
天
照
大
神

が
天

の
岩
戸
に
隠

れ
た
の
で
、
大
勢

の
神

々
が
困

っ
て
、
知
恵
を

し
ぼ

っ
て
天

の
岩
戸

か
ら
日
の
神
を
連

れ
出

す
と

い
う
神
話
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
神
話

は
、
水
稲
耕
作

が
基
本
的
な
生
産
手
段
と
な

っ
た
時
代
に
生

ま
れ
た
の
で

は
な

い
か
。
人
に
よ

っ
て
神
話
は

い
ろ

い
ろ
に
解
釈
さ

れ

て

い

る

が
、
共
通
し

た
見
解
と
し
て
、
農
業
を
や

っ
て
太
陽
と

い
う
も

の
が
重
要
な
役
割

を
果

た
し
始
め
て

い
た
時
代

の
神
話

で

あ

る
（
藤
間
生
大
・
林
基
・
松
本
新
八
郎
著

『
日
本
史
概
況
』
）
と
し
て

い
る
。

弥

生
人

た
ち
の
精

神
状
態

を
説
明

す
る
に

ふ
さ

わ
し

い
神
話
で
あ
る
。

ま
た
、

諏
訪
地
方
に

お
け

る
ミ

シ
ャ
グ

ジ
信
仰

は
、
縄
文
中
期

ご
ろ
か
ら
生

ま

れ
て

い
る
よ
う
で

あ
る
が
、
性
格

が
し

だ
い
に
変
化
し
て

い
る
こ
と
を
次

の
よ
う

に
説
明
し

て
い
る
。

ミ

シ
ャ
グ
ジ

の
大
き
な
性
格

の
一

つ
は
土
地
の
神
で
あ
り
、
大
地
の
に
お

い
を

持

っ
て
い
る
農
耕
と
結

び
っ
き
か
お

る
と

い
い
、
三
河

の
北

設
楽
郡
田

峰
の
観
音

堂
で
ミ

シ
ャ
グ
ジ

ヘ
の
神
願

か
お
り
、
夜
の
田
楽

に
は
「
堰
さ
ら
い
」
コ
雇
入

れ
」

「
田
打
ち
」
「
代
径

き
」
「
代

な
ら
し
」
「
茅
ぶ
ら
取
り
」
「
大
足
」
「
籾

蒔

き
」

な

ど
、
農
耕
に
ち
な
ん
だ
舞
か
お
り
、
最

後
に
「

お
し

づ
め
よ
な
ど
う
」

な
ど
の
舞

が
行

な
わ
れ
る
。
お
し
づ
め
よ
な
ど
う
と
は
「
お
鎮
め
米

童
」
、

つ
ま
り
米

の
霊

を

押

さ
え
鎮
め
留

ま
ら
せ
る
こ

と
で

あ
り
、

お
そ

ら
く
ミ

シ
ャ
グ

ジ
は
土
地

の
霊

の

生
産
の
神
を
ふ
る
い
た
た
せ
る
性
質

を
初
源
に

お
い
て
持

っ
て
い
た

で

あ

ろ

う

が
、

そ
れ
が
時
代

の
推
移
と
共
に
「

お
鎮

め
」

の
儀
に

転
用

さ
れ
、
「
鎮
」
が
農
耕

儀
礼

の
主
要
な
地
位
に
進
出
し
た
と

思

わ
れ
る
（
『
古
代
諏
訪
の
ミ
シ
ャ
グ
ジ
祭
政
体
』

北
村
皆
雄
）
と
し
て

い
る
。

時

代

は
や
や
下

る
よ
う
に
感

ぜ
ら
れ
る
が
、
弥
生
時

代
に
こ

の
よ
う
な
傾
向
が
生
ま
れ
た
こ
と
は
理
解
さ
れ
よ
う
。

以
上
、
み
て
き
た
よ
う
に
、
気
候
特
に
太
陽

に
対
す
る
強

い
関

心
と
、
神
に
対

し
風
害
、
水
害
、
あ
る

い
は
虫
害
等
の
悪

霊
を
鎮
め
て
、
豊
か
な
実

り
が
得

ら
れ

る
よ
う
に
祈
り
、
実
り
が
得
ら
れ
た
と
き
神
に
感
謝

す
る
気
持

ち
が
、

各
種
の
農

耕
儀
社
と
し
て
集
団

の
中

で
盛
ん
に
行

な
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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第 １章　村 の生い立ち

次
に
、
身
を
飾
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、

ほ
か
の
地
域

で
の
遺
物
な
ど
か
ら
、

弥

生
人
た
ち
も
か
な
り
活
発
に
や

っ
た
よ
う
で
、

勾
玉
、
管
玉

な
ど
の
玉
類
や
、
貝

殻
で
作

っ
た
腕
輪
な

ど
が
使

わ
れ
て

い
る
。
村
内
に
お

い
て
は
、
玉
類
は
今
ま
で

の
と
こ

ろ
出
土
し
た
報
告
は
な
く
、
ど
の
程
度
身
体
の
装
飾
が
行

な

わ
れ
た
か
明

ら

か
で
な

い
が
、
北
高
根
Ａ
遺
跡
の
柱
穴
群
①
の
す
ぐ
東
側
か
ら
、
県
内
で
も
珍

し

い
と

さ
れ
る
銅
釧
が
出
土
し
て

い
る
。
腕
輪
と
し
て
用

い
ら
れ
た
と
思

う
が
、

当
時
に
と

っ
て
は
極

め
て
貴
重
な
装
身
具
で

あ
っ
た
と
思

わ
れ
る

。

㈲
　

集
落
の
発

達
と
村

落
共
同
体

稲
作

を
中
心
と
し

た
農
耕
生
活

を
営

む
こ
と
と
な

っ
た
弥
生
人
は
、
当
然

の
こ

と
と
し
て
そ
の
耕
地

の
付
近
に
定
住
生
活

を
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
し
て
、
農

具

の
発
達
、

生
産
技
術

の
進
歩
に

と
も

な
っ
て
生
活

が
向
上
安
定
し
、
人
口
と
共

些

戸
数
も
増
加

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
、
集

落
の
規

模
は
し
だ
い
に
大

き
く
な
っ
た
。
『
上
伊
那
誌
歴
史
篇
』

に
よ
る
と
、「
東
伊
那
狐
久
保
遺
跡
に
お

い
て
、
同

一
時
代

の
住
居
跡

が
一
三
戸
以

上
、
下
伊

那
座
光
寺
原

遺
跡
で
は
二
〇

戸
以

上
に
及

ん
で
い
る
と
い

う

こ

と

か

ら
、
伊

那
地
方
で
耕
地
を
見
下

ろ
す
生

局
い
丘
陵

に
一
五
戸

か
ら
三
〇
戸
ぐ

ら
い

が
一
部
落
の
農
村
を
形

成
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」

と
し
て
い
る
。

北
高
根
Ａ
遺
跡
に
お
い
て
は
、
中

央
自
動

車
道
関
連
土

地
の
狭

い
範
囲

の
発
掘

調

査
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず

、
同

一
時

期
と
考
え
ら
れ
る
住
居

跡
が
四

～
五
戸

確

認
さ

れ
て
お
り
、
発
掘
現
場
の
大
泉
川

に
沿
っ
て
東
西

を
拡
張

し
て

調

査

す

れ

ば
、
な
お
住
居
数
が
増
加
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
、
一
〇

戸
あ
る
い
は
そ
れ
以
上

の
集
落
を
形

成
し
て

い
た
と
思

わ
れ
る
。
な
お
、
大

泉
川

の
右

岸
に
は
北

高
根
Ａ

遺
跡
に
向

か
い
合

っ
て
大
芝
東
遺
跡
、
大
芝
原
遺
跡

が
あ
り
、
こ
こ
に
も
弥
生
時
代

後
期

の
遺
物
が
出
土
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
同

時
代

の
住
居
が
存
在
し
た
も
の
と

考
え
ら

れ
、
こ

れ
ら
を
合

わ
せ
て
一

つ
の
集
落
を
形

成
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

北
殿
、
塩
ノ
井

、
久
保
付
近
の
弥
生
時
代

の
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
北
殿

の
殿
村

遺
跡
に
唐

沢
原

式
土
器

を
伴

う
集
落
跡

が
あ
っ
た
こ
と
が

報
告
さ

れ
て

お
り
（
『
上

伊
那
誌
歴
史
篇
』
）
、
先

の

大

泉

川
両
岸

の
遺
跡

よ
り
、
天
竜
川
右
岸

の
多
く

の
湿

地
を
控
え
て
有
利

な
条
件

を
持

っ
て
い
た
の
で
、

よ
り
大

き
な
集
落

を
形
成

し
た

の
で
は
な

い
か
と
思

わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
人
口
、
集

落
戸
数

の
増
加

の
過
程
に

お
い
て
、
好
適
な
自
然
条
件

の
土
地
が
少
な
い
場
所
で
は
、
適
地
を
求
め
て
の
分
村

も
行

な
わ
れ
た
で

あ
ろ
う

が
、
新
た
な
水
田

の
開
発
造
成
も
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
自
然

の
湿
地

を
そ

の
ま
ま
利
用
す
る
だ
け
で
な
く
、
多
少
な
り
と
も
人
工

の
濯
漑
、
排

水
等
の
水
路

を
作
り
、

あ
る

い
は
箕
輪
遺
跡
に
お
け
る
よ
う
な
木
柵
に
よ
る
水
路
や
畔

の
造
成

も
必
要
に
応

じ
て
行
な

わ
れ
た
も
の
と
思
う
。

し

か
し
て
、
こ

れ
ら
の
作
業
は
集
落
民
全
体
の
共
同

の
仕
事
に
な
っ
た
で
あ
る

う
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
穂
首

か
ら
摘
み
取
ら
れ
た
籾
を
高
床
式
倉
庫
に
貯
蔵
す

る
と

す
れ
ば
、
こ

れ
は
個

々
の
竪
穴
住
居
一
戸
の
仕
事
で
は
な
く
、
や
は
り
集
落

全
体

の
計
画
に
基

づ
く
も

の
で

あ
ろ
う
。

水
田

の
造
成
、
水

の
管
理
、
時
に
よ

れ
ば
洪
水
や
旱
害
と
の
闘

い
、
あ
る

い
は

虫
害
や
猪

鹿
の
防
除
等
共
同
し

て
当

た
ら
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
非
常
に
多
か

っ

た
と
思

わ
れ
る
。
そ
こ
に
縄
文
時
代

の
よ
う
な
単
純
な
血
族
に
よ
る
集
団
を
越
え

て
、

そ
の
地
域
に
住

む
人

た
ち
全
体

の
共
同
体
が
生
ま

れ
て
く
る
。
地
縁
的
共
同

体

で
あ
り
、
村

落
共
同
体

の
成

立
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
共
同
体
に

お
い
て
共
同
作
業
を
す
る
場
合
、
指
揮
者
ま
た
は
指
導

者

が
必
要

で
あ
る
。
そ
の
指
導
者
に

は
、
豊
富
な
経
験
と
す
ぐ
れ
た
指
導
力
を
持

っ
た
集
落
内

の
長

老
が
選
ば
れ
、

酋
長
的
役
割

を
果

た
し

た
と

思

わ

れ

る
。
ま

た
、
共
同
体

の
重
要

な
精

神
活
動
で

あ
る
農
耕
儀
社

を
中
心
と
し

た

祭

祀

活

動

も
、
当

然
そ
の
指
導
者

た
る
長
老

の
司
祭

の
も
と
に
行
な

わ
れ
た
で
あ

ろ
う
。
科

学
技
術
の
極
め
て
幼
稚
な
原
始
社
会

に
お
い
て

は
、
生
産

の
安
定
向
上
の
た
め
、

具
体
的

な
耕
作
活
動

が
大
切
に
さ

れ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
祭
祀
活
動
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が
極
め
て
垂
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
諏
訪
地
方
に
お
け
る
古
代
の
権
力

機
構
が
祭
政
体
で
あ
り
、
日
本
の
政
事
と
は
祭
事
で
あ
る
と
い
う
祭
政
一
致
の
考

え
方
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
推
察
で
き
よ
う
。

や
が
て
、
鉄
器
類
が
普
及
す
る
に
つ
れ
て
水
田
開
発
が
進
み
、
生
産
力
が
増
大

す
る
に
伴
い
、
集
落
を
単
位
と
し
た
生
産
集
団
の
活
動
は
、
他
の
集
団
に
も
利
害

関
係
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
り
、
互
い
に
水
と
土
地
を
求
め
て
争
う
よ
う
に
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
共
同
作
業
の
指
導
権
と
祭
祀
権
を
握
っ
た
指
導
者
は
、

し
だ
い
に
支
配
者
と
し
て
の
権
限
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
に
、
次
の
階
級
社

会
へ
と
発
展
す
る
芽
生
え
が
生
ま
れ
て
い
た
。

当
地
の
よ
う
に
弥
生
文
化
の
遅
れ
て
入
っ
た
後
進
地
域
で
は
、
ま
だ
依
然
と
し

て
、
強
い
村
落
共
同
体
の
姿
を
持
続
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
早
く
も
弥
生
時

代
中
期
に
、
自
然
の
湿
潤
地
を
越
え
て
開
発
が
進
行
し
た
と
い
わ
れ
る
西
日
本
、

特
に
北
九
州
で
は
、
弥
生
時
代
後
期
初
頭
に
は
、
既
に
「
く
に
」
を
形
成
す
る
段

階
に
ま
で
発
展
を
遂
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
弥
生
時
代
の
墓
地
の
姿
か
ら
も
こ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
。
弥
生
時
代
は
縄
文
時
代
に
引
き
続
い
て
共
同
墓
地
の
形

を
と

り
、
主
と
し
て
集
落
の
近
く
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
遺
骸
は
北
九
州
地
方
で
は
甕

棺
や
箱
式
棺
を
用
い
て
伸
展
若
し
く
は
屈
葬
の
形
で
葬
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

木
棺
及
び
甕
棺
等
を
用
い
な
い
、
単
な
る
上
演
程
度
の
埋
葬
も
多
く
、
そ
れ
が
一

般
の
集
落
構
成
員
の
墓
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
埋
葬
状
態
の
中
で
、
人
に
よ
っ
て
は
遺
骸
に
土
器
を
か
ぶ
せ
て
あ

っ
た
り
、
大
き
な
石
を
胸
の
上
に
置
い
て
あ
る
も
の
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
あ
る
甕

棺
の
中
に
は
銅
剣
、
銅
鏡
な
ど
の
貴
重
品
が
入
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
同
じ
場

所
に
埋
葬
さ
れ
た
棺
に
は
何
も
入
っ
て
い
な
い
と
い
う
差
別
が
生
ま
れ
て
い
る
。

同
じ
よ
う
な
棺
を
使
っ
て
、
同
じ
よ
う
な
場
所
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で

は
、
共
同
体
の
一
員
と
し
て
平
等
な
面
を
持
つ
が
、
一
面
で
副
葬
品
の
差
と
い
う

特
権
的
な
面
が
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
権
威
を
示
す
銅
剣
や
、
祭
祀
の
用
具

で
あ
る
銅
鏡
な
ど
の
副
葬
で
あ
る
。
銅
剣
、
銅
鏡
と
一
緒
に
埋
葬
さ
れ
た
人
は
、

特
殊
な
身
分
と
権
威
を
持
っ
た
人
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
だ
共
同
体
的

要
素
を
強
く
も
っ
て
い
る
が
、
次
の
階
級
社
会
へ
の
芽
生
え
を
こ
こ
に
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

当
地
に
お
い
て
も
、
畿
内
に
発
達
し
た
弥
生
時
代
の
墓
制
で
あ
る
方
形
周
溝
墓

が
辰
野
町
樋
口
五
反
田
遺
構
等
数
か
所
で
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
辺
一
〇

ｍ
内
外
の
方
形
の
墓
域
を
定
め
、
そ
こ
に
墓
礦
を
作
り
埋
葬
し
、
周
囲
に
溝
を
め

ぐ
ら
し
、
内
部
は
大
き
く
盛
土
を
す
る
様
式
で
、
墓
埃
内
に
は
剣
や
装
飾
品
な
ど

が
副
葬
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
般
の
集
落
構
成
員
の
土
埃
墓

程
度
の
も
の
と
は
異
な
り
、
あ
る
程
度
の
財
力
の
蓄
積
と
権
力
の
保
有
を
示
す
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
村
内
で
は
弥
生
時
代
の
墓
地
と
確
認
さ
れ
た
所
は
Ｉ
か

所
も
な
く
全
く
不
明
で
あ
る
。
今
後
の
調
査
に
期
待
す
る
よ
り
な
い
が
、
今
ま
で

少
し
も
発
見
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
極
め
て
簡
単
な
埋
葬
し
か
行
な
わ
れ
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
面
も
あ
り
、
ま
だ
階
級
分
化
は
進
ん

で
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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第
二
節

村

内

古

代

一
　

古
墳
文
化
時
代

Ｈ
　
古
墳
文
化
時
代
と
は

稲
作
を
中
心
と
す
る
農
耕
生
活
が
伝
わ
り
、
そ
れ
と
共
に
青
銅
器
、
鉄
器
等
の

製
作
技
術
が
導
入
さ
れ
、
文
化
の
あ
ら
ゆ
る
面
が
そ
の
影
響
を
受
け
て
飛
躍
的
な

進
歩
発
展
を
遂
げ
る
に
づ
れ
、
共
同
体
的
生
活
形
態
の
中
に
、
し
だ
い
に
そ
れ
を

突
き
破
る
異
質
の
要
素
が
芽
生
え
、
か
つ
生
長
を
し
て
き
て
い
た
。

弥
生
時
代
の
後
期
、
既
に
墓
制
に
お
い
て
共
同
体
的
要
素
を
強
く
持
ち
な
が
ら

も
、
副
葬
品
な
ど
を
多
く
持
つ
墳
墓
が
造
ら
れ
た
こ
と
を
見
て
き
た
。
そ
れ
は
稲

作
を
中
心
と
し
た
農
耕
の
発
展
に
つ
れ
て
、
農
民
の
開
に
諸
条
件
の
差
に
よ
っ
て

し
だ
い
に
貧
富
の
差
が
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
。
豊
か
な
農
民
は
そ
の
財
力

を
利
用
し
て
鉄
製
農
具
な
ど
の
す
ぐ
れ
た
生
産
用
具
や
技
術
を
利
用
し
て
ま
す
ま

す
富
を
蓄
え
、
貧
し
い
農
民
の
中
に
は
没
落
し
て
血
縁
の
者
や
有
力
農
民
に
寄
口

と
し
て
生
活
を
す
る
者
も
生
ま
れ
、
そ
れ
ら
は
し
だ
い
に
隷
属
民
と
し
て
の
奴
婢

の
地
位
に
落
ち
て
ゆ
く
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
集
落
内
部
に
階
級
分
化

が
進
ん
で
ゆ
く
が
、
共
同
体
の
指
導
者
と
し
て
の
首
長
の
地
位
も
、
し
だ
い
に
集

落
内
の
経
験
豊
か
な
も
の
よ
り
、
財
力
を
蓄
え
た
有
力
者
に
掌
握
さ
れ
、
指
導
者

よ
り
権
力
者
・
支
配
者
へ
と
変
化
し
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
き
の
、
弥
生
時
代

の
特
殊
な
墳
墓
の
被
葬
者
は
共
同
体
の
権
力
者
へ
と
変
化
し
つ
つ
あ
る
首
長
層
で

あ
ろ
う
。

こ
の
首
長
も
さ
ら
に
有
力
な
首
長
に
隷
属
し
集
落
全
体
が
そ
の
支
配
を
受
け
、

地
方
ご
と
に
「
く
に
」
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

先
進
地
域
の
北
九
州
に
お
い
て
は
、
早
く
も
弥
生
時
代
中
期
の
紀
元
前
後
こ
ろ

に
「
く
に
」
が
成
立
し
て
い
た
。
中
国
の
史
書
漢
書
に
、「
楽

浪
海
中
に
倭
人
あ

宍

分

か
れ
て
百
余
国
を
な
す
：
こ

と

あ
る
国
と
は
、
こ

の
「
く
に
」
を
表
現
し

た
も

の
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
「
く
に
」
は
、

い
く

つ
か
が
連
合
し
て
、
連

合
国
家
を
形

成
し
て

い
る
。

三
世
紀
初
頭
の
こ
と
と
し
て
、
中
国

の
史
書
『
魏
志
倭
人
伝
』
に
「
二
世
紀
末

倭
国
乱

れ
、
三
世
紀
に
連
合
し
て
女
王
卑
弥
呼
を
立
て
…
」
だ
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る

。
こ

の
女
王
卑
弥
呼
の
国
が
邪
馬
台
国
と

い
わ
れ
、
こ
の
邪
馬
台
国
が
九
州

に
あ

っ
た
の

か
、
畿
内
大
和
地
方
で
あ

っ
た
の
か
は
ま
だ
定
説
が
な

い
が
、
明
ら

か
に
そ

れ
ぞ
れ
政
治
権
力
を
持

っ
た
支
配

階
級
た
ち
が
そ
の
支
配

を
強
固
に
す
る

た
め
連
合
し
て
王
を
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
畿
内
に
お

い
て
も
大
和
地
方
を
中
心

に
三
世
紀
に
は
強
力
な
連
合
国
家
が
成
立
し
て

い
た
。

こ
れ
ら
の
連
合
国
家
の
王
や
有
力
豪
族
た
ち
は
、
自
己
の
功
業
と
権
威
を
示

す

た
め
に
大
き
な
墳
丘
の
あ
る
墓
を
造
る
こ
と
を
始
め
た
の
で
あ
る
。
や
が
て
、
地

方
の
首
長
層
も
こ
れ
に
な
ら

っ
て
墳
丘
を
造
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
墓

を
古
墳
と

い
う
が
、
こ
れ
は
三
世
紀
後
葉
か
ら
七
世
紀
代

ま
で
続
い
て
お
り
、
こ

の
時
代
を
古
墳
文
化
時
代
と
呼
ん
で

い
る
。

三
～
四
世
紀
に
は
、
大
豪
族
に
よ
る
大

墳
墓
だ
け
が
造
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を

古
墳
時
代
前
期
と
し
、
五
世
紀
に
は
墳
墓
の
大

き
さ
は
、
墳
墓
の
主
で
あ
る
被
葬

者
の
持
つ
力
の
大
小
に
応
ず
る
よ
う
に
な
り
、
努
め
て
大
き
な
墳
丘
を
造
っ
て
偉

容
を
示

そ
う
と
す
る
傾
向
が
強
く
現

わ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
を
古
墳
時
代

の
中

期
と
し
て

い
る
。
六
～
七
世
紀
に
な
る
と
、
墳

丘
の
規
模
と
い
う
よ
り
副

葬
品

に

重
点
が
置
か
れ
る
傾
向
を
示

し
、
さ
ら
に
、
大

豪
族
の
権
力
が
弱
ま
り
、
地
方
小

豪
族
（
族
長
層
）
に
よ

っ
て
各
地
に
小
古
墳
が
爆
発
的
に
造
ら

れ
る
よ
う
に
な
る

。

こ
の
時
期
を
古
墳
時
代
後
期
と
し
て

い
る
。
し
か
し
、
先
進
地
か
ら
遠
く
離

れ
た

山
地
で
あ
る
上
伊
那
に
お
け
る
古
墳
文
化
は
時
間
的
ず
れ
か
お
り
、
そ
の
末

期
は

八
世
紀
ま
で
続

い
て

い
る
。

古
墳
時
代
は
、
ま
た
、
氏
姓
制
度
の
時
代

で
も
あ
る
。
畿
内
に
大

和
政
権
が
生
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ま
れ
、
そ
の
支
配
の
権
力
と
範
囲
が
拡
大
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
大
和
政
権
が

連
合
政
権
の
構
成
員
で
あ
る
貴
族
た
ち
の
氏
の
社
会
的
地
位
を
姓
に
よ
っ
て
秩
序

づ
け
よ
う
と
し
た

の
が
氏
姓
制
度
で
あ
る
。

氏
は
家
系
を
識
別
す
る
た
め
の
名
称
で
あ
り
、
同

一
家
系
で
あ
る
こ
と
を
信
じ

て
結
合
す
る
集
団

で
あ
る
が
、
氏
の
由
来
は
居
住
地
に
由
来
す
る
も
の
（
例
、
蘇
我

・
平
群
・
巨
勢
等
）
職

能
に
由
来
す
る
も

の
（
例
、
中
臣

’
斎
部
・
土
師
等
）
と

あ

り

物
部
八
十
氏
人
と
言
わ
れ
る
ご
と
く
必
ず
し
も
同

一
血
縁
ば
か
り
と
は
限
ら
ず
、

配
下

に
入

っ
て
そ
の
氏
を
名
乗
る
よ
う
な
場
合
も
あ

っ
た
。
氏
は
氏
上
が
こ
れ
を

率

い
、
一
族

の
者
を
氏
人
と
言

い
、
そ
の
下

に
部
曲
や
、
さ
ら
に
奴
婢
を
隷
属
さ

せ
、
お

の
お

の
氏

の
職
業
を
持

っ
て
朝
廷
に
奉
仕
し
た
。

姓
は
、
貴
族
の
身
分
表
示
の
た
め
氏
に
つ
け
た
称
呼

で
あ
っ
て
、
中

央
の
貴
族

に
は
臣
・
迪
・
宿
禰
・

造

な
ど
が
多
く
、
地
方

の
豪
族
に
は
直
・
君

（
公
）
・

首
な
ど
が
多
く
、
帰

化
人
に
は
使
主
・
忌
寸
・
吉
士
な
ど
が
つ
け
ら
れ
た
。
こ
の

う
ち
、
臣
・
連
・
君

・
直
・
宿
禰
・
首
な
ど
は
尊
称
で
あ
り
、
造
は
天

皇
に
奉
仕

す
る
意
味
で
あ
り
、
職

能
に
由
来
す
る
も
の
に
史
・
日
佐

・
伎

な
ど
が
あ
る
。
初

め
集
団
内

の
地
位

や
職
能

を
表
示

し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

し
だ
い
に
姓

の
開
に

尊

卑
の
差
別

が
生
じ
て
き
て

い
る
。

こ
の
氏

姓
制
度
に
基

づ
い
て
中
央
貴
族

ら
は
支
配
体
制

の
強
化

を
図

り
、
自
己

勢
力

の
増
大

の
た
め
に

こ
れ
を
活
用

し
た
。

ま
た
、
四

世
紀
末

か
ら
五
～
六
世
紀
に

か
け

て
は
、
朝
鮮
半
島
及

び
中
国

と
の

交
流

が
盛
ん
と
な
り
、
帰
化
人

も
多

く
、

そ
れ
ら
に
帰
因

す
る
技
術

の
進
歩
発
展

が
著

し
く
、
仏
教
文
化
や
漢
字

の
流
入
等
、

日
本

の
文
化

の
あ
り
方

を
大

き
く
方

向

づ
け
た
時
期

で
も
あ
っ
た
。

§
　

村
内
に

お
け
る
古

墳
文
化

時
代

の
遺
跡

上
伊
那
地
域

の
古
墳

の
分
布
を
み
る
と
、
六
世
紀
末
～
七
世
紀
前
半
と
思

わ
れ

る
本
郡
唯
一

の
前
方
後
円
墳
で
あ

る
松
島
王
墓
か
お
り
、
引
き
続

い
て
、
伊

那
山

脈
西
側
山
麓
に
、
福
地
・
手
良
古
墳
群

が
あ
宍

七
世
紀

か
ら
八
世
紀
に

か
け
伊

那
北
部
に

は
、
伊
勢

並
・
三
日
町
・
長
岡
・
平
出

の
古
墳
群
が
生
ま
れ
て

い
る
。

（
『
上
伊
那
誌
歴
史
篇
』
）

し

か
る
に
、
本
村
は
天
竜
川
沿
岸

の
村
で
あ

る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
古
墳
は
極

め
て
少
な

く
、
現
在
確
認
さ

れ
て

い
る
も

の
は
久
保
の
丸
山
古
墳
の
み
で
あ
る
。

か
つ
て
は
、
外
に
二

か
所

の
古
墳
が
存
在
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
、
『
上
伊

那

誌

歴
史
篇
』
に
も
そ

れ
が
消
滅
し
た
こ
と
が
記

さ
れ
て

い
る
。
そ
の
所
在

地
は
北

殿

で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
で
は
全
く
不

明
で
あ
る
。

丸
山
古
墳
に

つ
い
て
は
、
若
干

の
資
料
が
残
っ
て
い
る
の
で
、
資
料
に
基
づ
い

て
記
す
と
次

の
よ

う
で

あ
る
。

こ
の
古
墳
は
文
久
二
年
二

八
六
二
）
の
開
墾
と
昭

和
二
七
年
伊

那
土

地
改
良
工

事
の
二
回
に

わ
た
る
土
地
利
用

の
た
め
の
地
形
変
容
に

よ
っ
て
、
原
形

が
す
っ
か

り
破

壊
さ
れ
、
現
在
民
家
に
囲

丸山古墳 跡現状（手 前の水 田が古墳 のあった所 ）図1-20

ま
れ
た
水
田
に
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
は
、
久
保
集
落
東
北
部

の
一
角
の
丸
山
地
籍
で
、
旧
国

道
一
五
三
号
線
と
、
新
国
道
の

狭
間
に
な
っ
て
い
る
が
、
か
つ

て
は
久
保
下
一
帯
の
箕
輪
遺
跡

地
域
の
西
端
で
、

ゆ
る
や

か

な
、
や
や
小
高
く
突
出
し
た
台

地
と
な
り
、
弥
生
時
代
以
降
に

お
け
る
箕
輪
遺
跡
の
耕
地
を
ひ

か
え
た
住
居
地
の
背
後
で
墳
墓

に
格
好
な
位
置
で
あ
っ
た
ろ
う

か
。
こ
こ
に
、
径
約
三
五
ｍ
、

2Z
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丸山古墳出土の直刀と勾玉1-21図

高
さ
七
ｍ
余
の
円
墳
が
あ
り
、
こ
の

塚
の
開
拓
に
あ
た
り
直
刀
一
振
り
と

子
持
勾
玉
が
出
土
し
て
い
る
。
直
刀

の
保
存
に
あ
た
り
そ
の
木
箱
に
「
文

久
二
年
三
月
中
倉
田
黎
造

所
有
地

字
丸
山
、
周
廻
り
丸
六
十
間
、
高
さ

弐
丈
余
の
塚
掘
り
崩
し
開
拓
す
る
の

際
、
該
塚
中
央
に
こ
れ
有
る
物
品
」

と
記
さ
れ
て
る
。

誰
の
た
め
に
、
誰
が
築
い
た
も
の

か
、
明
確
な
伝
承
も
な
く
、
予
想
さ

れ
る
石
室
や
、
人
骨
な
ど
手
掛
り
も

な
く
、
副
葬
品
と
し
て
の
こ
の
直
刀

が
、
古
墳
時
代
の
中
期
な
い
し
は
後

期
の
も
の
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
の

み
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
古
墳
の
東
の
水
田

地
帯
一
帯
が
広
大
な
面
積
を
持
つ
箕

輪
遺
跡
で
あ
っ
て
、
こ
の
遺
跡
の
生

産
力
を
支
配
す
る
地
方
族
長
の
う
ち
の
一
人
の
墳
墓
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
問
違
い

の
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

古
墳
に
つ
い
て
は
以
上
の
よ
う
で
あ
る
が
、
本
村
は
古
墳
の
少
な
い
地
域
と
い

う
こ
と
が
い
え
る
が
、
古
墳
時
代
に
人
が
住
ん
で
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
古
墳
を
造
る
よ
う
な
有
力
な
族
長
層
の
生
長
が
少
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
古
墳
以
外
の
遺
跡
は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
遺
跡
の
年
代

図1-22　 村内における古墳・平安時代遺跡の分布

を
決
定
す
る
も
の
は
、
縄
文
、
弥
生
時
代
と
も
土
器
が
そ
の
尺
度
と
な
っ
た
が
、

古
墳
時
代
に
お
い
て
も
土
器
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
古
墳
時
代
人
の

使
っ
た
土
器
は
土
師
器
と
い
わ
れ
る
も
の
が
主
体
で
あ
り
、
五
世
紀
後
半
以
後
大
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陸

よ
り
伝
来
し

た
高
度

な
技
術
に

よ
る
須
恵
器

が
一
部
使

わ
れ
始

め
て
い
る
が
、

当
地
で

は
、
六
世
紀
以
後
に
よ

う
や

く
普
及
し

た
よ
う
で

あ
る
。
こ

れ
ら
、
土
師

器
、
須
恵
器
及

び
明
瞭
に
古
墳
時
代

の
も

の
と
考
え

ら
れ
る
遺
物
を
含

め
、
村
内

の
出
土
地
点

を
示

す
と
図
工
－
2
2
の
よ
う
で
あ
る
。

こ

れ
に

よ
っ
て
み

る
と
、
遺
物
出
土
地
点

は
九
地
点

の
み
で

あ
っ
て
、
そ
こ
に

は
古
墳
時
代
人

の
生
活
が

あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
が
、
縄
文
中
期

の
遺
跡
数
に
比

べ
て
は
も
ち
ろ
ん
、
弥
生
時
代

の
遺
跡
数
に
比

べ
て
も
少
な

い
。
こ

れ
は
、
当
時

代

の
生
活
場
所

が
し

だ
い
に
現
在

の
集
落
に
重
な

る
よ
う
に

な
っ
て
い
て
、
遺
跡

の
発
見

が
少
な

く
な

っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で

あ
ろ
う

か
。

遺
跡

が
久
保

・
塩
ノ
井

・
北
殿

の
天
竜
川
に
臨

む
段
丘
付
近
に
集
中
し

て
い
る

こ

と
は
、
古
墳

の
あ
っ
た
久

保
と

塩
ノ
井
、
北
殿
付
近

が
広
大

な
箕
輪
遺
跡

を
控

え

て
い
て
、
古
墳
時
代

の
大
た
ち
の
生
活

を
栄
え

さ
せ

た
が
、
村
内

の
外

の
地
域

は
、

広
く
水
田

を
造
成

す
る
場
所
に
乏
し

く
、
古
墳
時
代
に
入

っ
て
も
、
畑
作

を

中
心
と
し

た
農
耕

で
経
済
的
基

盤
が
貧
弱

で
あ
っ
た
た
め
で

あ
ろ
う
。

尚
　

諏

訪
の

「
く
に
」
の
中
の
南
箕
輪

古
墳
文
化

の
時
代
、
南
信
濃
に

は
次

の
三

つ
の
小
国

が
分

立
し
、
当
地

は
諏
訪

の
勢
力
下
に

あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

・
出
雲
系
諏
訪
神
族
に
統
轄
さ
れ
た
国

諏
訪
を
中
心
に
伊
那
の
東
部
・
北
部
を
勢
力
圏
と
す
る
。

・
海
神
系
安
曇
族
に
統
轄
さ
れ
た
国

安
曇
平
野
と
更
科
・
埴
科
等
を
勢
力
圏
と
ナ
る
。

・
天
孫
系
阿
智
族
に
統
轄
さ
れ
た
国

下
伊
那
郡
西
南
部
地
方
を
勢
力
圏
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
『
市
村
旅
人
全
集
』

ま
た
、
古
代
社
会
に

お
い
て
上
伊
那
北
部
は
、
諏
訪
郡

の
一
部
分
で
あ

っ
た
こ

と

は
、
別

の
資
料

か
ら
も

ほ
ぼ
明
瞭
で
あ

る
。
そ

れ
は
、
大
化

の
改
新

の
詔
に
よ

る
郡
郷
分
置
で
あ
る

。
そ
れ
が
実
情
を
無
視
し
て
行
な

わ
れ
た

の
で
は
な
く
そ

の

時
代

の
、
実
勢
に
従

っ
て
行
な

わ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ

る
。
こ

の
点
に

つ
い
て
諏
訪
地
区
に

お
け

る
古
部
族
研
究
会

の

業

績
（
『
日
本
原
初
考
・
古
諏
訪
の
祭

祀
と
氏
族
』
古
部
族
研
究
会
編
）
に
従

っ
て
み
て

い
く
と
次

の
よ
う
に
な
る
。

弥
生
時
代

の
こ

ろ
か
ら
で

あ
ろ
う

か
。
諏
訪
盆
地
に

は
守
矢
神
、

武

井

大

友

王
、
矢
塚
男
命
な

ど
の
土
豪
が

い
た
。
こ

れ
ら

の
土
豪

の
う
ち
最
も
有
力
な
土
豪

は
、
守
屋
山
麓

を
占
拠
し

て
い
た
守

矢
（
洩
矢
）
氏
で
あ
る
。
守
矢
氏
は
、
風
と
雨

の
自
然
、

ま
た
、
古

く
か
ら

の
土
地
神
で
あ

る
ミ

シ
ャ
グ
ジ
を
奉
祭
し
て
呪
術
を

司
り
、
農
耕
的
司
祭
権
と
政
治
的
統
轄
権
を
手
中
に
し
、
遂
に
古
代
諏
訪
の
「
く

に
」

を
統

一
形
成
し

た
と
考
え
ら

れ
る
。

守
屋
山

の
諏
訪
湖
に
面
し
た
山
麓
に
古
墳
群
が
あ
る
が
、
そ
の
古
墳
群
は
、
フ

い 三　　　　

、､､､込　
ヤ ヅ 嘩　　 貫

図1-23　 守屋山麓 初 期古 墳立地（『古諏訪の祭祀と氏族』より

で
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村 の生い立ち第１章

ネ
古
墳
↓
片
山
古
墳
↓
狐
塚
古
墳
↓
糠
塚
古
墳
の
系
譜
が
考
え
ら
れ
、
五
世
紀
前

半
か
ら
六
世
紀
始
め
の
も
の
で
、
諏
訪
の
「
く
に
」
を
統
率
し
た
豪
族
の
古
墳
で

あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
推
論
の
根
拠
は
、
フ
ネ
古
墳
系
の
古
墳
が
弥
生
時
代
の
末

期
の
墓
制
で
あ
る
方
形
周
溝
墓
と
同
じ
場
所
に
、
時
期
的
に
も
平
行
し
て
作
ら
れ

て
い
石
。
弥
生
式
墓
制
の
方
形
に
造
成
す
る
方
法
を
受
け
っ
ぎ
な
が
ら
、
内
部
主

体
に
粘
土
槨
形
式
を
採
用
し
、
副
葬
品
に
呪
術
的
器
物
、
鉄
製
品
の
大
量
副
葬
と

い
う
厚
葬
化
を
示
し
て
、
い
わ
ゆ
る
古
墳
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ネ
古
墳
が

特
異
な
器
物
、
す
な
わ
ち
、
内
湾
す
る
素
環
頭
大
刀
、
古
式
の
有
俯
鉄
釧
や
青
銅

釧
、
蛇
行
剣
、
鹿
角
装
の
剣
等
呪
性
を
保
有
し
た
武
器
、
そ
の
ほ
か
鏡
と
し
て
は

粗
末
な
変
形
獣
文
鏡
、
農
耕
具
と
し
て
オ
ノ
、
ノ
ミ
、
鎌
、
ヤ
リ
ガ
ン
ナ
等
が
副

葬
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
善
光
寺
平
冲
松
本
平
の
族
長
が
墳
制
、
鑑

鏡
、
埴
輪
な
ど
中
央
の
大
和
政
権
的
葬
制
を
受
け
継
い
で
い
る
の
に
対
し
、
フ
ネ

古
墳
系
古
墳
が
極
め
て
反
大
和
的
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
、
諏

訪
の
「
く
に
」
の
統
率
者
の
墓
と
考
え
て
い
る
。

さ
ら
に
、
フ
ネ
古
墳
の
被
葬
者
の
性
格
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

①
　
墳
形
が
弥
生
末
以
来
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
在
地
者
か
ら
成
長

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

②
　
副
葬
品
に
呪
術
的
と
見
ら
れ
る
鏡
、
玉
、
剣
（
蛇
行
剣
を
含
む
）
な
ど
が
多

い
の
は
、
そ
の
人
物
が
司
祭
権
を
強
力
に
保
有
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

③
　
鉄
製
農
工
具
類
の
豊
富
な
副
葬
か
ら
み
て
、
農
業
共
同
体
族
長
層
の
統
制
に

力
を
持
っ
て
い
た
。

④
　
豊
富
で
し
か
も
珍
奇
な
武
器
類
の
保
有
は
、
相
当
強
力
な
武
力
に
よ
る
統
制

の
面
を
持
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
被
葬
者
の
性
格
は
、
諏
訪
の
「
く
に
」
に
お
け
る
統
治
の
姿
を

お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
想
像
で
き
る
と
し
て
い
る
。

次
に
、
諏
訪
の
「
く
に
」
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

フ
ネ
古
墳
等
の
初
期
古
頌
群
の
築
造
さ
れ
た
場
所
が
、
守
屋
山
の
北
側
山
麓
で

あ
る
こ
と
が
垂
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
一
般
に
古
墳
は
、
支
配
力
の
及
ぶ
農

耕
地
帯
、
集
落
を
見
下
ろ
せ
る
場
所
に
築
造
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
フ
ネ
古
墳
群

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
古
墳
築
造
の
原
動
力
と
な
っ
た
前
段
階
の
弥
生
文
化
の
様

子
を
見
る
と
、
守
屋
山
の
北
山
麓
は
極
め
て
貧
相
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
諏
訪
盆
地

の
北
側
、
東
側
の
縁
に
沿
っ
て
豊
か
に
展
開
し
て
い
た
。
諏
訪
盆
地
と
い
う
範
囲

に
お
い
て
統
一
を
成
し
遂
げ
て
、
初
期
古
墳
を
築
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
所
は

湖
北
の
い
ず
れ
か
の
地
点
が
有
力
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
な
お
か
つ
古
墳
が
守
屋
山
麓
に
築
造
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

フ
ネ
古
墳
の
被
葬
者
が
、
祭
政
一
致
的
な
力
に
よ
っ
て
統
一
を
成
し
遂
げ
た
諏

訪
の
「
く
に
」
の
領
域
は
、
後
の
記
録
で
あ
る
が
『
倭
名
類
聚
妙
』
の
諏
訪
郡
の

範
囲
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ネ
古
墳
築
造
の
要
件
と
し
て
現
在
の
上
伊
那

の
北
半
部
に
近
い
位
置
に
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
弥
生
文
化
の
研
究
に
よ

れ
ば
、
上
伊
那
の
北
半
部
、
こ
と
に
有
賀
峠
の
辰
野
側
に
あ
る
樋
口
五
反
田
・
樋

口
内
城
館
の
両
遺
跡
は
弥
生
時
代
後
半
の
犬
遺
跡
で
あ
る
が
、
こ
の
土
器
形
式
と

住
居
構
造
は
諏
訪
的
様
相
が
濃
く
、
頻
繁
な
交
流
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
様
子

か
ら
見
て
も
諏
訪
の
「
く
に
」
の
領
域
は
、
諏
訪
と
上
伊
那
の
北
半
部
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
が
至
当
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
諏
訪
の
「
く
に
」
の
支
配
者
は
、
貧
相
な
諏
訪
の
弥
生
文
化
よ
り
、

上
伊
那
北
半
の
豊
か
な
経
済
力
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ

る
。
そ
う
し
た
古
代
祭
政
者
が
経
済
的
基
盤
内
の
収
奪
的
行
為
を
容
易
に
さ
せ
る

た
め
、
領
域
内
を
巡
回
し
、
呪
術
を
も
っ
て
呪
縛
し
た
行
為
が
、
後
に
確
立
し
て

諏
訪
神
社
祭
政
上
の
重
要
神
事
と
な

っ
た
「
大
御
立
座
神
事
」
で
あ
宍

伊
那

路
は
外
県
神
使
巡
幸
路
で
あ
る
。
そ
の
芽
生
え
は
ど
う
み
て
も
、
フ
ネ
古
墳
の
被

葬
者
の
活
躍
し
た
時
期
か
、
没
後
古
墳
が
築
か
れ
た
時
点
で
、
集
団
指
導
の
維
持

釦
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発
展

を
図

る
う
と
す
る
首
長
階
級
に

よ
る
権
力

の
誇
示

と
い
う
考
え
方

か
ら
、
統

轄

す
る
領
域
内

を
呪
術

を
行

な
い
な
が
ら
、
巡
検

収
奪
を
行

な
っ
た
も
の
で
あ
る

う
と
考
え
て
い
る
。

南
箕
輪

の
地
域

も
古
代
社

会
の
美
和
郷

の
一
部

と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
前

の
時
代

の
諏
訪
の
「

く
に
」

の
領
域
に
入

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
村
内

の
塩

ノ
井

は
大
御

立
座
神
事
に
お
け
る
外
県
巡

幸
の
経

路
の
一
つ
と
し
て
、

神
使
に

よ

る
湛

え
の
神
事
の
行

な
わ
れ
た
場

所
で
あ
っ
た
し
、

そ
の
起
源

が
い
つ
で
あ
る
か

判
明

し
な
い
が
、

諏
訪
地
区

の
古
い
土

地
神
信
仰
で
あ
る
、

ミ
シ
ャ
グ
ジ
信
仰

が

塩
ノ
井

の
ミ
シ
ャ
グ
ジ
社
で
行

な
わ
れ
て
、

そ
こ
を
「

ミ
シ
ャ
グ
ジ
サ
マ
」

と
称

し
て
い
る
。
神
子
柴

に
は
、
諏
訪
信
仰
と
密
接
な
つ
な
が
り
の
あ
る
御
射
山
社

跡

が
遺
跡
と
し
て
残
火
　

い
ま
に
至
る
ま
で
毎
年
祭
事
が
行

な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
今

で
も
諏
訪
の
「

く
に
」
と
し
て
の
色
合

い
を
残
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
外

県
巡
幸
に
よ
る
呪

縛
が
、
時
代

の
下

る
に

つ
れ
て
政

治
的
支
配

力
と
し
て
の
力
が
薄

く
な
っ
た
に
し
て
も
、

祭
政
一
致

の
傾

向
の
強
か

っ
た
古
代

に
お
い
て
は
、
か
な
り
の
強
制
力
を
も
っ
て
、
人
的
あ
る
い
は
物
的
の

貢

献
を
強
い
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
本
村
の
西

部
か
ら
西

箕
輪
地
域

へ
か
け
て
の
広
大
な
洪
積

台
地
は
、
伝

承
に
よ
る
と
建
御
名
方
命
の
狩
り
の
場

で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
矢

の
南
入
り
、
御
射
山
平

、
蔵
鹿
山
等
、
山
の
名
も
狩
猟
伝
承
に
深

い
係
わ
り
を
持
っ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
諏
訪
地
域

に
お
け
る
八
ヶ
岳

の
西

山
麓
一
帯
が
諏
訪
明
神
の
狩
猟
の
場
で
あ
り
、
狩
猟
神
事
の
場

で
あ
る
こ
と

を
考
え
て
、
諏
訪
の
「
く
に

」
に
属
す
る
伊

那
の
地

域
で
こ
れ
に
近
い
場
所
を
考

え
れ
ば
、
本
村
か
ら
西
箕
輪
地
区
へ
か
け
て
の
洪
積
台
地
が
格
好

の
場
所
で
あ
っ

た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。ド
お
そ
ら
く
諏
訪
に
進
出
し
、
諏
訪
の
「
く
に
」
の
支
配

者

と
な
っ
た
人
に
よ
る
狩
猟
が
こ
の
地
区
で
も
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
諏
訪
明
神
が
神
話
に
基
づ
い
て
建
御
名
方
命
を
祭
神
と
し
た
よ
う
に
、

こ
の
地
の
狩
の
伝
承
も
建
御
名
方
命
の
狩
の
伝
承
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、

こ
の
地
が
諏
訪
国
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
。

聯
　
農
耕
生
産
の
発
展

箕
輪
遺
跡
か
ら
木
製
の
農
耕
具
と
し
て
、
鋤
・
鍬
・
田
下
駄
・
田
舟
等
多
く
の

遺
物
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
木
製
農
耕
具
は
、
当
地
で
も
弥
生
時
代
か
ら

使
わ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
古
墳
時
代
に
盛
ん
に
使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
上
巻
遺
跡
編
箕
輪
遺
跡
参
照
）

図1-24　 箕輪遺跡全景（東方 より）
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出
土
し
た
鍬
は
、
平

鍬
の
部
類
に
属
す
る
も
の
で
、
先

端
部
を
尖

ら

し

て

あ

り
、
上
半
部

に

ぼ
ぼ
直

角
に
大

き
な
柄
穴
を
あ
け
て
着

柄
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い

る
。
着
柄
の
角
度
か
ら
打
鍬
の
よ
う
で
あ
る
が
、

湿
地
に
作
ら
れ
た
水
田

の
耕

起

や
砕
土
等
に
は
有
効
に
使
い
得
た
で
あ
る
う
と
思

わ
れ
る
。
鋤
は
柄
と
身

が
一
本

に
作
ら
れ
て

い
る
も
の
と
、
着
柄
す
る
も
の
と
に
二
大
別
さ
れ
る
よ

う

で

あ

る

が
、
本
遺
跡
出
土
の
も
の
は
着
柄
し
て
使
う
も
の
で
、
ス
コ
ッ
プ
と
同
様

な
使

い

方
を
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
田

舟
は
丸
木

を
舟
型
に
掘
り
抜
い
た
も
の
で
全

長

∵

二
ｍ

、
幅
三
九

四
、
深

さ
一
五
ｍ

の
大

き
さ
で
、
地
表
下

三
〇

～
四
Ｏ
ｍ

の
深
さ
に
伏
せ
た
状
態
で
出
土
し
た
と
報
告
さ
れ
た
お
り
、
ど
の
時
代

の
も
の
か

判
定
し
難

い
が
、
肥
料
（
刈
敷
）
、
苗
、
収
穫
し
た
籾
穂
等
を
運
ぶ
の
に
用

い
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ｍ

下

駄
は
数
点
出
土
し
て
い
る
が
弥
生
時
代

の
項

で
述
べ
た
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
稲
作
の
大

切
な
用

具
で
あ
る
。

次
に
、
直
接
の
農
耕
具
で
は
な
い
が
、

出
土
遺
物
で
注
目
す
べ
き
も
の
は
、

お

び
た
だ
し
い
量
の
出
土
を
見
た
木

柵
杭
で
あ
る
。
木

柵
は
箕
輪

遺
跡
の
全
域

か
ら

出
土
し
、
そ
の
出
土

状
態

は
当
時
の
用

水
路
の
片
側
又
は
両

側
に
打
ち
込
ま
れ
、

水
路
壁
を
強
化
す
る
役
割
を
果
た
し
、

あ
る
い
は
田

の
畦
畔
を
形

づ
く
る
た
め
に

使

わ
れ
た
と
思

わ
れ
る
が
、

打
ち
込

ま
れ
て
い
る
状
態

、
つ
ま
り
杭

の
粗

密
や
深

浅
な
ど
は
、
使
用
目

的
や
土
質

の
硬
軟
の
状
態

に
よ
っ
て
違
っ
て

い

る
。

工

巻

遺
跡
編
箕
輪
遺
跡
参
照
）

杭

の
材
質

は
ほ
と
ん
ど
が
「

サ
ワ
ラ

」
で
あ
り
、

そ
れ
は
大

き
な
原
木

を
年
輪

に
沿

う
よ
う
に
い
く
つ
に
も
割
り
、

太
さ
五
～
七
ｍ

の
角
材
に
し
て
先

端
を
金
属

利
器

で
削
り
尖

ら
せ
て
あ
る
。
中
に

は
腐
食

を
防
ぐ
た
め
に
表
面

を
焼
い
て
使
用

し
た
も
の
も
あ
り
僅
か
で
は
あ
る
が
栗

材
も
あ
る
と
報
告

さ
れ
て
い
る
。

昭

和
二
七
年

か
ら
の
土

地
改
良
工

事
の
時

点
で
、
杭

の
出
土
本

数
は
数
万
本
に

達

し
、
木

柵
列

の
総
延
長

は
四
三
〇
〇
ｍ

余
に
及

ん
だ
と
報
告

さ
れ
て
い
る
。
ま

だ
土
中
に

埋
も
れ
て
い
る
木

柵
も
相
当
数

あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、

そ
の
工

事
量

の
大
き
さ
に
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
工
事
は
一

時
期
に
施
工
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
弥
生
時
代
か
ら
近
世
に
至
る
ま
で
絶
え
ず

打
ち
込
ま
れ
、
耕
地
を
拡
張
し
つ
つ
そ
の
数
を
増
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る

が
、
水
田
の
拡
大
、
生
産
量
の
増
加
に
対
す
る
古
代
人
の
異
状
な
ほ
ど
の
努
力
の

姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
工
事
を
可
能
に
し
た
も
の
は
鉄
製
器
具
の
出
現
で
あ
る

こ
と
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
木
柵
の
杭
を
削
る
だ
け
で
な
く
、
先
に
見
た

木
製
農
具
の
製
作
に
も
鉄
製
の
利
器
を
使
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
鉄
製

用
具
の
出
現
が
農
耕
に
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
で

は
、
ど
の
程
度
の
鉄
製
用
具
が
使
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
点
に
目
を
向
け

て
見
よ
う
。

初
期
に
お
け
る
鉄
器
は
、
中
央
の
貴
族
や
豪
族
た
ち
に
多
く
占
有
さ

れ
て

い

た
。
特
に
国
内
に
お
い
て
の
鉄
の
生
産
は
大
和
政
権
に
独
占
さ
れ
て
お
り
、
大
和

政
権
の
権
力
に
連
な
る
者
だ
け
が
有
利
に
利
用
で
き
た
の
で
あ
る
。
大
き
な
土
木

工
事
を
必
要
と
す
る
古
墳
の
築
造
も
、
豊
富
な
鉄
器
の
利
用
が
あ
っ
て
初
め
て
可

能
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
古
墳
を
造
る
土
木
技
術
と
鉄
製
用
具
が
、
溜
池

を
造
り
用
水
路
を
開
く
技
術
と
用
具
に
も
な
り
、
自
然
の
湿
地
を
利
用
す
る
の
み

の
稲
作
か
ら
、
溜
池
を
造
り
用
水
路
を
切
り
開
い
て
、
乾
田
を
開
拓
す
る
こ
と
を

可
能
に
し
た
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

箕
輪
遺
跡
に
住
ん
だ
大
た
ち
は
、
お
び
た
だ
し
い
木
柵
列
か
ら
み
て
も
、
か
な

り
多
く
の
鉄
製
用
具
を
使
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
湿
地
で
あ
る
た
め
鉄
の
腐

食
が
早
く
、
ほ
と
ん
ど
鉄
製
遺
物
は
出
土
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
箕
輪
遺
跡
に

関
係
が
深
い
天
伯
遺
跡
か
ら
は
多
く
の
鉄
製
品
が
出
土
し
て
い
る
。
天
伯
遺
跡
第

ニ
ト
レ
ン
チ
第
１
住
居
跡
か
ら
鋤
先
が
、
第
六
ト
レ
ン
チ
か
ら
は
鍬
先
と
思
わ
れ

る
も
の
が
出
土
し
て
い
る
。
鍬
先
に
つ
い
て
は
詳
細
な
報
告
が
な
く
不
明
で
あ
る

が
、
鋤
先
は
図
1
1
2
5の
ご
と
く
左
右
幅
約
一
五
ｍ
、
長
さ
一
九
・
二
ｍ
、
刃
の

む
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部
分

の
幅

は
二

大

二
皿
で
、
刃
部

の
内
側

は
一
般
に
風
呂
と
呼
ば

れ
る
木
質
部

を

は
め
込

む
た
め
の
袋
状
部
か
お

る
。
そ

の
断
面
は
Ｙ
字
状
を
な
し
て

い
る
。
お
そ

ら
く
踏
鋤

の
先

で
あ
る
う
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
第
ニ
ニ
ト

レ
ン
チ
第
ｔエ
住
居
跡
及

び
第
六
ト

レ
ン
チ

か
ら

は
鎌
と
思

わ

れ
る
鉄
製
品

が
出
土
し

て
い
る
。

鉄
製
品

は
須
恵
器

の
普
及
と
共
に

広
ま
っ
た
と

い
わ
れ
て

い
る
が
、
天
伯
遺
跡

に

お
い
て
は
、

鉄
製
品

は
農
具

だ
け
で

な
く
、

鉄
鏃
、
刀
子
、

鉄
環
（
使
途
不
明
）

等
も
出
土
し

て
お
り
、

鉄
鏃

は
狩
猟

ま
た
は
戦
闘
用
に
使

わ
れ
た
と
考
え
ら

れ
、

刀
子

は
小
刀

と
し
て
木
製
農
具
等

の
細
工

な
ど
に
使

わ
れ
た
と
考
え

ら

れ

て

い

る
。
こ

の
よ
う
に
一
般

の
利
器

ま
で
鉄
が
利
用

さ
れ
、

か
つ
、
砥
石
が
存
在
し

た

こ
と

は
、
そ

れ
が
繰
り
返
し
利
用

さ
れ
た
こ
と

を
教
え
て
く
れ
て

い
る
。

さ
ら
に
、
「
ふ
い
ご
」

の
口
が
出
土
し
、

鉄
滓
が
二

か
所
ほ

ど
検
出
さ

れ
て
お

7）、
こ と 万ゴｍ ごと き

之゚燭回こ佐九回 号脂ッ∩

刈

吋

ピ

ャ

バ

’
F
l
　
y
　
‐

１

。Ｕ

ｌ
　

ｙ

Ｍ

Ｑ
Ｍ
６

Ｊ

ワ
レ

レ

レ

レ

言

｀ﾐ心

岫
娠

〔1　　　　　　　　　5C 肌

｜　　　　 Ｉ　　　　 Ｓ

図1-25　 天伯遺跡出土鉄器

１～３鉄鋏　 ４．５鉄鎌　 ６鋤先

リ
、
（
箕
輪
遺
跡
か
ら
も
同
様
の
も
の
が
出
土
し
た
と
報
告
が
あ
る
）

こ
の
湯

所
で
鉄
製

品

の
製
作
が
行
な

わ
れ
た
こ
と
を
物
語

っ
て

い
る
。
住
居
内

の
炉
で
な

い
焚

火
跡

が
発
見
さ

れ
て

い
る
が
、
こ

れ
ら

の
作
業
が
時
に
よ

っ
て
は
野
天

作
業

で
は
な
か

っ
た
か
と
推
測

さ
せ
る
（
天
伯
遺
跡
発
掘
調
査
概
報
）
、

と
報
告
さ
れ
て
お
り
、

こ

の

時
代
に

は
鉄
製
品

の
製
作
を
自
己

の
集
落
内
で
行
な
う
ほ

ど
に
普
及
発
展
を
し
て

い
た
こ
と
が
示
さ

れ
て
お
り
、
こ

の
鉄
器

の
利

用
が
農
耕
生
産
に
お
け
る
生
産
力

を
著
し

く
高

め
た
と
考
え
ら

れ
る
。

次
に
、
畑
作
農
耕
に

つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
天

伯
遺
跡
第
三
五
ト

レ
ン
チ
第

４
住
居
跡

か
ら
一
個
、
第
ニ
ニ
ト

レ
ン
チ
第
２
住
居
跡
か
ら
二
個
、
外

に
一
個
、

計
四
個

の
土
製
紡
錘
車
が
発
見
さ
れ
て

い
る
。
こ

の
よ
う
な
紡
錘
車

の
発
見
は
当

時
盛

ん
に
紡
績
が
行
な

わ
れ
て

い
た
こ
と
を
物
語
る
と
と
も
に
、
一
遺
跡
で
四
個

の
発
見

は
か
な
り
利
用

の
多

か
っ
た
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
る
と
報
告
さ
れ
て

い

る
。
こ

の
こ
と

か
ら
、
そ

の
紡
織

の
材
料
で
あ
る
苧
麻
、
麻
な
ど
を
畑
地
で
栽
培

図1-26　 天伯遺跡出土土製紡錘車

し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
弥
生
時
代

か
ら
諏
訪
よ
り
伊
那
に
か
け
て
の
天
竜

川
水
系
の
文
化
圏
は
、
遺
物
の
出
土
傾

向
か
ら
み
て
、
畑
作
農
耕
の
傾
向
が
強

い
と
い
わ
れ
て
い
る
と
お
り
、
こ
の
段

丘
上
の
遺
跡
で
は
麻
類
の
ほ
か
、
粟
、

稗
、
豆
類
な
ど
の
畑
作
農
耕
も
か
な
り

活
発
に
行
な
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

お
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Ｚ
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図1-27　 古墳時代 住居跡の一例（天伯遺跡）

㈲
　
古
墳
時
代
の
住
生
活

と
家
族

天
伯
遺
跡

の
最
も
盛
ん
で
あ

っ
た
時
期
は
土
師
期
で
あ

っ
た
ろ
う
と

い
わ
れ
、

こ

の
時
期
の
住
居
跡
は
十
数
戸
分
か
存
在
し
た
よ
う
で
、
そ
の
う
ち
確
認
さ
れ
た

住
居
跡
を
報
告
書
に
よ

っ
て
整
理
し
て
み
る
と
次
の
表
エ

ー
２
の
よ
う
で
あ
る
。

住
居

の
プ
ラ

ン
は
、
小

さ
い
住
居

で
は
一
辺
四
ｍ

前

後
、
大

き
な
住
居

で
六
・

五
～
七
ｍ

く
ら
い
の
隅
丸
方
形

で
、
現
在

の
地
表

か
ら
の
深

さ
は
五
〇

～
一
〇
〇

ｍ

前

後
の
竪

穴
式
住
居
で

あ
る
。
床
面

は
よ
く
踏
み
固

め
ら
れ
て
お
り
、
一

つ
の

住
居
跡
で

は
床
面

全
周
に
周
溝
が

め
ぐ

ら
し

て
あ
っ
た
。
（
図
1
1
2
7）

柱
穴

の
調
査

か
ら
、
大
部
分

の
住
居
が
四
本

の
掘
立
柱

を
立
て
て
、
そ

の
上
に

屋
根
組
み
を

の
せ

る
仕
組
み

の
住
居
で
、
屋
根

の
形
式
は
判
明
し
な

い
が
、
家
形

埴
輪
な

ど
か
ら
想
像
す
れ
ば
入
母
屋
形

式
の
屋
根
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
。
第
一

ニ
ト

レ
ン
チ
の
第
ｆ上
住
居
跡
は
火
災
に
遭
っ
た
ら
し
く
、
床
面
に
多
量
の
炭
化
し

た
木
材
、
炭
化
し
た
萱
束
等
が
出
土
し
、
柱
冲
屋
枡
組
み
の
材
と
し
て
栗
や
楢
材

が
使
わ
れ
、
屋
根
は
萱
で
葺
か
れ
て
い
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
第

三
五
ト
レ
ン
チ
の
第
４
住
居
跡
で
は
南
側
入
口
部
分
に
長
さ
∵

四
ｍ
、
幅
三
五

ｍ
が
床
面
の
よ
う
に
踏
み
固
め
て
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
し
ぶ
き
よ
け
の
さ
し
掛
け

が
作
ら
れ
た
が
る
う
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

当
時
代
の
住
居
に
は
平
地
住
居
も
あ
大

屋
根
は
地
面
ま
で
延
ば
さ
ず
に
、
柱

に
席
あ
る
い
は
萱
な
ど
に
よ
っ
て
壁
を
つ
け
、
窓
を
作
っ
た
住
居
も
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
が
、
天
伯
遺
跡
の
場
合
床
面
を
深
く
掘
り
下
げ
る
竪
穴
様
式
で
あ
り
、
柱

穴
の
位
置
か
ら
み
て
も
柱
開
の
壁
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

炉
は
住
居
中
央
に
は
無
く
な
り
、
天
伯
遺
跡
の
例
で
は
全
部
西
壁
の
中
央
部
付

近
に
か
ま
ど
が
築
か
れ
て
い
る
。
十
数
個
の
細
長
い
石
を
八
の
字
形
に
二
列
に
並

べ
、
煙
道
部
分
け
扁
平
な
石
を
の
せ
て
粘
土
で
固
め
、
煙
道
は
屋
外
ま
で
延
ば
し

て
排
煙
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
て
、
前
時
代
に
比
べ
数
段
進
歩
し
た
形
を
示
し

て
い
る
。
ど
の
住
居
も
西
壁
の
向
き
を
二
〇
上
二
〇
度
北
方
向
に
向
け
る
よ
う
に

竪
穴
が
掘
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
西
壁
の
中
央
部
に
か
ま
ど
を
築
い
て
、
南
ま
た
は

東
南
に
入
口
が
作
ら
れ
て
い
る
。
此
の
地
域
の
気
象
、
特
に
凰
向
き
に
注
意
し
て

の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
時
代
の
生
活
用
具
と
し
て
の
土
器
は
、
土
師
器
と
須
恵
器
で
あ
る
。
土
師

器
は
、
古
墳
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
作
ら
れ
た
赤
褐
色
の
素
焼
き
土
器
の

総
称
で
、
系
譜
的
に
は
前
代
の
弥
生
式
土
器
と
つ
な
が
り
を
持
ち
、
そ
の
開
に
明

瞭
な
一
線
を
引
き
難
い
も
の
と
い
わ
れ
、
成
形
に
は
「
ろ
く
ろ
」
を
使
用
し
た
も

の
も
あ
り
、
ご
く
簡
単
な
窯
で
八
〇
〇
度
内
外
の
温
度
で
焼
成
し
、
装
飾
手
法
を

ほ
と
ん
ど
用
い
ず
、
地
方
差
が
少
な
く
、
器
形
の
規
格
化
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る

の
で
、
陶
工
の
専
業
化
が
進
み
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
天
伯
遺
跡
第

三
ト
レ
ン
チ
第
１
住
居
跡
に
は
、
粘
土
の
塊
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
住
居
外
の
焚

火
跡
は
こ
の
地
点
で
土
器
製
作
が
行
な
わ
れ
て
焼
成
さ
れ
た
所
で
あ
る
か
も
知
れ

討
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表1-2　 天伯遺跡士師期住居跡一覧表（天伯遺跡緊急発掘調査概報より作成）

住 居 番 号 プ　ラ　ン 深　 さ　柱　穴　等 炉・か　ま　ど 床面出土遺物

第１トレ ンチ

第１住居跡

東 西5,4m
×

南北　5,6m

隅丸方形

深 さ平均90cm

柱穴 ６

なし

西壁寄りの床面 に焼

土あり

土師甕高杯など

床面東北隅に鉄製鋤

先

μ

第 ２住居跡

東西　6,2m

×
南北　5.8m

隅丸方形

深 さ　70cm

柱穴 ７（支柱 ４？）

西壁中央部 に石組粘
土式 かまど
G９個の長方形 の石

を
２列に並 べ前

入口)に平盤石 がj
置いてある

かまど周辺に多 数の

土師器

第 ２の１トレ

ンチ
第１住居跡

東西　4.5m
×

南北　4.6m

隅丸方形

深 さ　60cm
柱穴　 ４
工作場跡 か？

西壁中央部 に石 組の
上 を粘土 で覆 う煙
道式 かまど煙道 は外
まで出る

かま ど付近から土師

器片

第 ３トレ ンチ

第１住居跡

東西　6,3m
×

南北　6,2m
隅丸方形

最深部82cm

柱穴　 ４
東南隅にピット
床面全周 に周溝あり

西壁中央部 に石 組み

の上 を粘土 で覆 う方

式のかまど

土師広口大甕

粘土塊

第 ８トレ ンチ

第１住居跡

東 西7.2m
×

南北　6.3m
隅丸方形

深 さ60cm

柱穴　４

西壁 に近 く

石 組式 かまど

土師器

鉄　鏃

骨　片

第12トレ ンチ

第１住居跡

東西　6.4m
×

南北　6.3m
隅丸方形

深 さ平均1.3m

柱穴　 ４

(火災にあ った住
居跡)

西壁中央部

ぐj宍 言 ど

煙道は外 へ

炭化した材木，萱市

かま ど
付近 より土師

器須恵器多数セット
として出土

第22トレ ンチ

第１住居跡

東 西5.15m
×

南北　5.25m
隅丸方形

深 さ　60cm

柱穴　 ４

西壁中央部 に石組粘
土式 かまど
煙道長90cm 煙道 にG
ま扁平石， ２個上j

においてあった

かま ど付近から士師

器ほぼ１ セット出土

鉄器（鎌部分）

第35トレ ンチ

第 ３住居跡

東 西　6.4m
×

南北　6.0m
方　形

深 さ平均　45cm

柱穴　 ４

ぼｿﾆ師器使用中期以

西壁 中央部 に大小 ９

個の石 を粘土 で固 め

煙道を持つ かまど

土師甑，甕破片

土製紡錘車

//

第 ４住居跡

東西3.9m
×

南北　4.35m
小形方形

深 さ　105cm
柱穴　 ４他に穴あ り
入 口部分長1.4m 幅
0.35m
(しぶ き除け さしか
け跡 か)

西壁中央部 に自然石

14個を粘土 で固 め煙

道 を持つかまど

土師甕破片

な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

須
恵
器
は
、
古
墳
時
代
の
中
期

末
か
ら
平
安
時
代
の
終
わ
り
に
か

け
て
作
ら
れ
た
陶
質
の
土
器
で
、

祝
部
式
土
器
と
も
言
わ
れ
、
成
形

は
手
作
り
と
「
ろ
く
ろ
」
使
用
を

併
用
し
、
登
り
窯
に
よ
っ
て
１
０

０
０
度
以
上
の
高
温
に
よ
る
還
元

焔
焼
成
が
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ

器
は
固
く
鼠
色
な
い
し
微
青
黒

色
を
呈
し
て
い
る
。
こ
れ
は
中
国

の
技
術
が
朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て

日
本
に
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
で
、

専
門
的
工
人
集
団
（
部
民
）
に

よ

っ
て
生
産
さ
れ
て
お
り
、
当
地
方

に
は
六
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
普
及

し
始
め
た
と
い
わ
れ
、
天
伯
遺
跡

の
先
に
表
示
し
た
住
居
跡
で
は
、

た
だ
Ｉ
戸
し
か
須
恵
器
を
出
土
し

て
い
な
い
が
、
他
地
方
か
ら
移
入

し
た
も
の
で
あ
る
。

土
器
類
は
多
く
か
ま
ど
付
近
か

ら
出
土
し
て
い
る
が
、
特
に
第
一

ニ
ト
レ
ン
チ
第
１
住
居
跡
は
急
な

火
災
に
遭
っ
た
た
め
で

あ

ろ
う

35
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図1-28　 天伯遺跡出土須恵器

か
、
当
時
の
生
活
状
態
を
再
現
し
て
く
れ
る
よ
う
な
状
態

で
か
ま
ど
の
両

側
に
た

く
さ
ん

の
土
師
器
、
須
恵
器
が
出
土
し
た
。

そ
れ
は
当
時
の
一
戸
の
土
器
の
保
有
量
を
示

し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

そ

の
内
容
を
見
る
と
大
甕
・
小
甕
・
大
壷
・
小
壷
・
杯
・
高
杯
・
鉢

こ
凰
等
が
あ

り
総
点
数
四
〇
点
に
達
し
、
か
な
り
豊
か
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て

い
る
。
（
上
巻

遺
跡
編
天
伯
遺
跡
の
項
参
照
）

当
時
の
住
居
の
大
き
さ
か
ら
、
一
戸
に
居
住
し
得
る
人
数
は
せ

い
ぜ
い
四
～
五

人

か
ら
七
～
八
入
程
度
で
あ

っ
て
、
直
系
の
家
族
が
生
活
し
得
る
程
度
の
大
き
さ

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
超
え
る
傍
系
の
家
族
は
別
の
住
居
を
構
え
た
と

考
え
ら
れ
る
が
、
当
時
は
そ
れ
が
完
全
な
独
立
し
た
家
族
に
な
っ
た
の
で
は
な
い

よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
律
令
制
時
代
の
戸
籍
が
、
他
の
地
方
の
も
の
で
あ

る
が
残
さ
れ
て

い
て
、
そ
の
戸
籍
に
よ
る
と
、
当
時
の
「
里
」
を
構
成
す
る
単
位

と
し
て
戸
、
あ
る

い
は
租
税
の
徴
税
単
位
と
し
て
の
戸
は
、
「
郷
戸
」
と
呼

ば
れ
、

郷
戸
を
構
成
す
る
人
数
は
二
〇

人
、
三
〇

人
と
い
う
人
数
で
あ
り
、
中
に

は
五
〇

人
を
超
え
る
郷
戸
も
稀
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
郷
戸
の
中

に
二
～
三
戸

の

単
婚
家
族
に
近
い
小
人
数
の
戸

（
こ
れ
を
房
戸
と
い
う
）
が
含

ま
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、

そ
れ
ま
で
の
家
族
の
実
態

を
表
現

し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ

ろ
か
ら
、
古
墳
時
代

に
お
け
る
当
地

の
家
族

の
実
態

も
、
新

た
に
住
居

を
作

っ
て

分
家
し
た
形

の
も
の
も
房
戸

と
し
て
、
元

の
郷
戸

主
に
相
当

す
る
家
長

の
統
制

の

も
と
に
生
活
す
る
、

と
い
う
よ
う
な
家

族
形
態

を
と
っ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
個

々
の
住
居

跡
は
一
房
戸

の
住
居
跡

と
考

え
る
べ
き
で

あ
る
。

㈹
　

畿
内
勢
力
の
侵
透

「

高
天
原

か
ら
三
人
目

の
使
者

と
し

て
、
建
御

雷
神
が
大
国
主
命

の
所
に

き
て

葦
原

の
中
国

を
譲
る
よ
う
に
談
判

を
し

た
。
大
国
主
命
と
、

そ
の
子

の
事
代
主
命

は
畏

れ
て
そ
の
命
に
服

す
る
こ
と
に
し

た
。
し

か
し
、
事
代
主
命

の
弟
で

あ
る
建

御
名
方
命

は
そ
れ
に
従

わ
ず
、
建
御

雷
神
と
力
競

べ
を
す
る
こ

と
に
な

っ
た
。
結

果

は
建
御

雷
命
の
方

が
強

く
、
建
御
名
方
命

は
戦

い
に
敗

れ
追

わ
れ
追

わ
れ
て
諏

訪
の
海

ま
で
逃
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
殺

さ
れ
よ
う
と
し

た
と

き
、
建

御

名

方

命

は
、

こ
の
諏
訪
の
地
よ
り
外

の
処
に

は
行

か
な
い
か
ら
命

だ
け

は
助
け

て
下

さ
い

と
命
乞
い
を
し
た
。
そ
れ
で
許
さ
れ
て
建
御
名
方
命

は
諏
訪
に
住

む
こ
と
に
な

っ

た
」こ

れ
は
「

古
事
記

」
に

書
か
れ
て
あ
る
国
譲

り
神
話

の
一
部
で

あ
っ
て
、

そ
の

ま
ま
史
実
で
は
な
い
。
大
和
勢
力

と
、

そ
れ
に
対

立
し
た
出
雲
勢
力
と

の
抗
争

の

結
果
、
大
和

勢
力

が
勝
利

を
収

め
た
と
い
う
、
大
和
政
権

の
国
内
統
一
過
程

の
神

話
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

建
御
名
方
命

が
諏
訪
明

神
の
祭

神
に

な
っ
て
い
る
の
も
こ

の
よ
う
な
神
話
に
基

づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

こ
れ
は
畿
内

の
勢
力

が
諏
訪

の
地
に

進
出
し

て
き
た
こ

と
を
示

す
も
の
で
、

こ
れ
に
対

す
る
土
地

神
の
抵
抗

の
あ
っ
た
こ
と

が
「
諏
訪
明

神
絵
詞

」
に
次
の
よ
う
に
記

し
て
い
る
。

錨
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「
抑

々
藤
島
明

神
と
申
す

は
尊
神
巫
述

の
昔

洩
矢

の
悪
賊
神
居
を
妨
げ
ん
と
せ
し
時
、

洩
矢
は
鉄
輪

を
持
し
て
あ
ら
そ

い
、
明

神
は
藤

の
枝
を
取
り
て
是
を
伏
し
給
う

。
終
に

邪
輪
を
降

し
正
法
を
興
す

。
明
神
誓
を
発
し
て
藤
枝
を

な
げ
給

い
し

か
ば
、
則
ち
根
を

さ
し
枝
葉
を

さ
か
え
花
葉

あ
ざ
や

か
に
し
て
戦
場

の
し

る
し
万
代
に
残
す

。
藤
島
明
神

と
号
す

る
な
り
」

こ

の

よ

う
に

畿

内

勢

力

が
諏

訪

の
地

に

進
出

し

て

き

た

こ
と

は
、
『

古

諏

訪

の

祭

祀

と
氏

族

』
（
前
掲
）
に

よ

る
と

、

古

墳

の
調

査

か
ら

も

そ

れ
を

知

る
こ

と

が

で

き

る
と

し

て
、

次

の

よ

う
に

述

べ

て

い

る

。

六
世

紀

末

か
ら

七
世

紀

初

頭

に

な

る
と

、

い

ま

ま

で

の
前

期

古

墳

（
一
期
古
墳

と
呼
ぶ
）
と

全

く

異

質

の
古

墳

が

出

現

す

る

。

守

屋

山
麓

の
小

丸

山

古

墳

、

湖

北

圏

の

ス

ク

モ
塚

古

墳

、

上

諏

訪

の
踊

場

古

墳

、

湖

盆

東

縁

の
釜

石

古

墳

等

が

こ

れ

で

、

こ

れ
を

二

期

古

墳

と

す

る

。

一

期

古

墳

が

山

頂

墳

、

方
形

小

墳

丘
、

粘

土
槨

形

式

で

副

葬

品

が

呪

術

的

性

格

の

も

の

で

あ

る

の

に

対

し
、

二
期

古
墳

は

山
麓

の

小

丘

上

に

造

ら

れ

、
円

墳

高

塚

式

、
横

穴

式
石

槨

形

式

で
副

葬
品

は
装

飾

馬

具

や

実
用

武
器

等

が

主

体

と

な

っ
て

い
る

等
、

き

わ

た

っ
た
差

を
示

し

て

い
る

。

二
期

古

墳

は

新

た

に
大

和

地

方

の
風

習

を
身

に

つ

け

た
畿

内

人

の

進
出

を
示

す
も

の
で

あ

る

。

畿

内

勢

力

の

進
出

を
、

神

話

に

お

い

て

は
出

雲

系

国

神

で

あ

る
建

御

名

方

命

萌

神
）
と

表

現

し

て

い

る
が

、

こ

の
点

に

つ

い
て

は
、

「

ミ

ワ

（
神
）

氏

は
、

畿

内

に

お

い

て
三

輪

山

の
祭

り

を
司

っ
て

い

た
氏

族

で

あ

る
。

三

輪

山

の
地

も

天

皇

家

の
所

領

と

な

っ

て
し

ま
う

が

、

そ

の
こ

ろ
で

あ

ろ

う

か
、

神

氏

（
三
輪
氏
）

の

う

ち

一
派

が
信

濃

の
諏

訪

へ
勢

力

を

伸

ば

し

て

く

る

。

そ

れ

が

第

二

期

古

墳

の
出

現

で

あ

り
、

神

話

の
洩

矢

神

と

明

神

の
争

い
で

あ

る

」
。

と

し

て

い

る

。

三

輪

山

と

い
う

の

は
、

奈

良

盆

地

東

南

の
磯

城

郡

に

あ

っ
て

、

日

本

で

も

最

も

起
源

の
古

い
も

の
の
一

つ
に
数
え
ら
れ
る
大
神
神
社
が
あ
り
、
大
国
主
命
が
祀
ら

れ
て

い
る
。
こ
の
大
神
神
社
は
、
三
輪
山
を
神
体
山
と
し
て
神
殿
の
な

い
の
を
特

色
と
す
る
が
、
諏
訪
神
社
が
こ
の
形
態
を
と
っ
て
お
り
、
ま
た
、
諏
訪
神
社
の
祝

職
が
神
氏
に
よ
っ
て
世
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
神
氏
（
三
輪
氏
）
の
諏
訪
進

出
を
裏
付
け
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

図1-29　 三 輪 神 社（奈良県 磯城郡）

次
に
畿
内
大
和
政
権

の
勢
力

の
侵
透
に

つ
い
て
み

る
と
、
時
代

は
少
し
下

る
と

考
え

ら
れ
る
が
、
「
日
本
書
紀
」
、
「
古
事
記

」

に
崇
神
朝

の
こ
と
と
し
て
、

大
和

朝

廷
に
従

わ
ざ
る
も

の
を
平
定
す

る
た
め
、
四
道
将
軍
を
派
遣
し
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
景
行
朝
に

は
小
確
命
（
倭
武
命
・
紀
で
は
日
本
武
尊
）
を
、
九
州

の
熊
襲
征
伐

の
後
、
再

び
、
「
東

の
方
十

二
道

の
荒

ぶ
る
神
、

ま
た
は
、

ま
つ
ろ

わ
め
人

ど
も
を
言
向
け
平

げ
よ
」
と
し
て
東
征
に
向

か
わ
せ
て

い
る
。

崇
神
、
景
行
両
天

皇
は
、
大
和
地
方
に
お
け
る
初
期
古
墳
の
被
葬
者
と
さ
れ
て

お
り
、
ほ
ぼ
実
在

の
可

能
性

の
あ
る
人
物
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
在

位
の
時
期

は
三

世
紀
後
半

か
ら
四
世
紀
初
頭

と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
こ
ろ
は
、
大
和

政
権

の

訂
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勢
力
は
畿
内
を
あ
ま
り
出
て

い
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
、

そ
の
東
征
の
記

事
は
疑

わ
し
く
、
倭
武
命
は
神
話
上
の
人
物
で
実
在

の
人
物
と
は
考
え
ら
れ
て

い
な

い
。

し
か
し
、
四
世
紀
中
葉

か
ら
五
世
紀
に
か
け
て
は
、

活
発

に
国
内

の
統
一
化

が

進
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
四
世
紀
末

の
紀
元

三
九
一
年

に
大
和
朝

廷
の
勢
力
が
朝
鮮
半
島
に
進
攻
し
て

い
る
こ
と
が
、
高
句
麗
好
大

王
碑
文
か
ら
明

瞭
で
あ
り
、
既
に
外
国

ま
で
進
攻
す
る
ほ
ど
の
強

い
力

を
大
和

政
権
が
蓄

え
て

い

た
こ
と
を
示

し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
昔

か
ら
祖
禰
み

ず
か
ら
甲
胃

を

つ

ら
ぬ

き
山
川

を
践
渉
し
寧

処
に
逡
あ
ら
ず
、

東
に
毛

人
を
征
す
る
こ
と
五
十
五
国

、
西

に
衆
夷
を
服

す
る
こ
と
六
十
六
国

…
…
」
と
あ
り
、

こ
れ
は
、

倭
王

武
（
雄
略
天

皇
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
が
四
七
八
年
に
、

中
国

の
宋

の
皇
帝
に
差

し
出

し
た
上
表

文
の
一
部
で
誇
張

が
あ
る
と
思

わ
れ
る
が
、
国
内
統

一
の
た
め
の
軍

事
行
動

が
活

発
に
行
な

わ
れ
た
こ
と
が
示

さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
一
連
の
軍

事
行
動

が
、

四
道
将
軍

の
派
遣
、
倭
武
命

と
い
う
英
雄
の
活
動

に
形
象
化

さ
れ
神
話
と
な
っ
た

も

の
と

い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
国

内
統
一
化
の
た
め
の
大

和
朝
廷
の
活
動

は
、
当

地
方
の
地
元
勢

力

か
ら
見
れ
ば
、
畿
内
勢
力
の
侵
出
と

い
う
こ
と
に
な
る
わ
け

で

あ

っ

て
、
特

に
、
『
日
本

書
紀
』
に

日
本
武

尊
東
征

の
途
中
、
「
蝦
夷
の
凶

首
咸
其
の
率
に
伏
し

ぬ
、
唯
信
濃
国

、
越
後
国

頗
る
未
だ
化
に
従

わ
ず
：
こ

と
語
っ
た
よ
う
に
、
信
濃

国

特
に
諏
訪

の
勢
力
は
大
和
政
権
に
強

い
抵
抗
を
示

し
て

い
た
よ
う
で
あ
る
が
、

信
濃
国
が
東
国

へ
の
入
口
と
し
て
重
要
視
さ
れ
た
の
で
、
畿
内

勢
力
の
扶

植
に
は

特
別
の
意
が
用

い
ら
れ
、

し
だ
い
に
畿
内
勢
力

が
扶

植
さ
れ
、

そ
の
支
配
下

に
入

っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

畿
内
大
和
政
権
勢
力
の
扶

植
の
例
と
し
て
、『
国
　

造
本
記

』
に
科
野
国

造

は

「
瑞
龍
朝
御
世
神
八
井
耳

命
、
孫
建
五
百

建
命
ヲ
国

ノ
造

二
定
メ
賜
ウ
」
と
あ
り

崇
神
朝
の
時
代
に
建
五
百

建
命
が
信
濃
国

の
国

造
に
任

命
さ
れ
た
こ
と
が
記

さ
れ

て

い
る
。
こ
の
記
事
の
時
期
や
系
譜
な
ど
史
実
で
あ
る
か
ど
う
か
疑
わ
し

い
が
↓

国
造
は
大
和
政
権
に
よ
っ
て
国
、
県
の
制
を
定
め
地
方
統
治
を
図
る
た
め
任
命
さ

れ
た
地
方
官
で
あ
る
。
国
造
は
地
方
有
力
豪
族
を
任
命
す
る
揚
合
が
多
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
が
、
荒
ぶ
る
ク
ニ
の
勢
力
を
懐
柔
制
御
す
る
者
と
し
て
、
大
和
朝
廷
に

深
い
か
か
お
り
を
持
っ
た
有
力
者
が
任
命
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

次
に
、
伊
那
、
諏
訪
地
区
に
お
け
る
古
墳
の
系
列
を
考
え
る
と
、
下
伊
那
は
早

く
か
ら
畿
内
大
和
政
権
の
勢
力
圏
に
入
り
、
畿
内
勢
力
の
墳
墓
形
式
で
あ
る
前
方

後
円
墳
が
多
く
造
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
下
伊
那
か
ら
最
終
形
式
の
前
方
後
円
墳
が

上
伊
那
、
諏
訪
に
波
及
し
て
い
る
。
上
伊
那
に
お
け
る
松
島
の
王
墓
と
、
下
諏
訪

の
青
塚
古
墳
で
あ
る
。
そ
の
系
列
は
次
の
よ
う
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

下
伊

那
　
　
　
　

上
伊
那
　
　

諏
訪

高
岡
一
号
古
墳
↓

松

島
王
墓
↓

下

諏
訪
青
塚

こ
れ
は
、
天
竜
川
に
沿
っ
て
し
だ
い
に
畿
内
勢
力
が
進
出
す
る
姿
で
あ
り
、
金

刺
氏
等
国
造
勢
力
を
通
し
て
諏
訪
へ
伸
長
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
の
時

期
は
松
島
王
墓
の
築
造
の
時
期
と
密
接
な
関
係
か
お
り
、
王
墓
の
築
造
の
時
期
が

六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
前
半
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
よ
り
少
し
前
の
時

期
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

箕
輪
松
島
に
前
方
後
円
墳
で
あ
る
王
墓
が
築
造
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
地
域
が

大
和
政
権
の
勢
力
で
皇
室
の
系
統
を
引
く
も
の
か
、
国
造
系
の
豪
族
の
支
配
下
に

入
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

さ
て
、
当
地
が
大
和
政
権
の
支
配
下
に
入
っ
た
と
す
れ
ば
、
諏
訪
の
「
く
に
」

の
統
轄
者
と
の
関
係
は
ど
う
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

国
造
系
（
大
和
政
権
）
の
勢
力
が
諏
訪
地
方
進
出
に
際
し
て
は
、
諏
訪
の
「
く

に
」
の
根
拠
地
で
あ
る
諏
訪
明
神
の
所
在
地
と
は
反
対
側
の
下
諏
訪
の
地
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
、
前
方
後
円
墳
で
あ
る
青
塚
が
下
諏
訪
の
地
に
築
造
さ
れ
た
こ
と
か

ら
わ
か
る
が
、
さ
ら
に
、
下
社
の
大
祝
に
金
刺
系
の
者
が
な
っ
て
い
る
よ
う
に
下

社
を
管
掌
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
諏
訪
の
勢
力
を
押
え
る
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。

銘
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こ
う
し
て
諏
訪

の
勢
力
は
し
だ

い
に
弱
め
ら
れ
る
が
、
国

造
勢
力
と
の
側
に
は
対

立
抗
争
が
続

い
て

い
る
。
し
か
し
、
政
治
の
支
配
権

は
し
だ

い
に
国

造
勢
力

の
手

の
中
に
入

っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

囮
　

大
和
政
権
の
地
方
支
配

Ｊ
『
日
本
書
紀
』

の
成
務
天

皇
五
年

の
と
こ
ろ
に

フ
：
是

れ
、
国
郡

に

君

長

な

く
、
県
邑
に
首
渠

な
け
れ
ば
な
り
、
今

よ
り
以

後
、
国
郡
に
長

を
立
て
、
県
邑
に

首
を
置

き
、
即

ち
当
国

の
幹

了

者

を
取

り
て
、
其
国
郡

の
首
長
に
任
け

よ
：
」

と
あ
り
、
同

じ
く
五
年

の
九
月
に

な
っ
て

フ
：
諸
国
に

令

し

て
、
以

て
国
郡
に

造
長

を
立
て
、
県
邑
に

稲
置

を
お
き
、

並
び
に

楯
矛

を
賜

い
て
表
と
な

す
・
上

と

あ
る
。
さ
ら
に

『
古
事
記
』
に

「
：
大

国

・
小
国

の
国
造

を
定

め
賜

い
、
亦
国

々

の
堺
及

び
大
県

・
小
県

の
県
主

を
定

め
賜

う
」
と

あ
る
。

こ

れ
に
よ

っ
て
み

る
と
、
成
務
天
皇
代
に
大
和
政
権

の
支
配
地
域
を
山
河
に
よ

っ
て
国
々
県
を
定

め
、
国
に
造
を
県
に
稲
置
（
「
古
事
記
」
で
は
県
主
を
）
を
任
命
し

た
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
大
和

政
権

の
地
方

官
の
配
置

を
示

す
資

料
で
、

そ

の
時
期
は

お
よ
そ
四
世
紀
前
半
と
考
え
ら

れ
る
。

し
か
し
、
当
地
方
は
こ

の
時
代

は
ま
だ
大
和
政
権
の
支
配
下

に
は
な
か

っ
た
と

考
え
ら
れ
て

い
る

の
で
当
然
、
国
造
と
稲
置
も
置
か
れ
て

い
な

い
と
思

わ
れ
る
。

当
地
方
に
関
係
あ
る
国

造
等
の
最
初
の
資
料
は
『
先
代
旧

事
紀
』
の
「
国

造
本

紀
」
に
「
科
野
国
造
、
瑞
席
朝
の
御
世
、
神
八
井
耳
命

の
孫
建

五
百
建
命

を
国

造

に
定
め
賜
う
」
と
あ
り
、
ま
た
、
熊
本
県
の
阿

蘇
神
宮
宮
司
家

の
阿
蘇

系
図

に
は

次

の
よ
う
に
、
科
野
国
造
や
諏
訪
評
　

僣
に
か
か
わ
る
も
の
が
残
っ
て
い
る
。

－

目
古

君

一
　
　
　訳

語
田
幸
玉
大
宮
朝

｝
　

為
舎
人
供
奉
　
　
　
諏
訪
評
督
　
　
　
　
諏
訪
評
督

金

弓

君
　
　
　
　

麻

背

君
　
　
　

兪
　

足

―

狭
　

野

磯
城
島
金
刺
大
宮
朝
為
舎
人

又
曰
五
百
足
君
磯
城
島
金
　
一

供
奉
依
負
金
刺
舎
人
直
性
　

剌
大
宮
朝
復
科
野
国
造
　
　
　
　

狭
　

野

諏
訪
郡
領

諏
訪
郡

領
　
　
　
　

従

七
位
下

百
　

枝

―

魚
　

目

枝

―

特

鸚

金
判
直
性

先
の
資
料
の
瑞
席
朝
は
崇
神
天
皇
で
あ
り
三
世
紀
中
葉
～
四
世
紀
初
頭
の
在
位

と
考
え
ら
れ
て

い
る
の
で
、
成
務
朝
の
国

郡
、
県
な
ど
地
方
制
度

の
制
定
よ
り
早

い
時
期
に
な
る
。
支
配

地
域
全
体
に
国
郡

・
県

制
の
制
定
前
に
重
要

な
地
方

に
部

民

及
び
私
領
を
有
し
た
土
着
の
豪
族
を
国

造
に
任

じ
て
支
配

組
織
に
組
み

入
れ
た

と
の
考
え
方
も
あ
る
が
、

そ
れ
に
し
て
も
年
代

が
早
過

ぎ
疑

わ
し
い
点
が
多

い
。

阿

蘇
系
図

を
み
る
と
、

金
弓
君

が
磯
城
島

金
刺
大

宮
朝
（
欽
明
天
皇
）
に
舎

人
と

し
て
仕
え
て
金
刺
を
名
の
る
こ
と
に
な
り
、

そ
の
子

で
あ
る
麻
背
君
（
五
百
足
君
）

が
欽
明
天

皇
の
代

に
科
野
（
信
濃
）
国

の
国

造
に

な
っ
て
い
る
。
麻
背
君

の

兄

弟

で
あ
る
目
古
君

は
訳
語
田
（
他
巴

幸
玉
大
宮
朝
（
敏
達
天
皇
）
に

舎
人
と
し

て
仕

へ
他
田

を
名
乗

る
こ
と
に

な
り
、
麻
背
君

の
子
孫

は
諏
訪
評
僣
・
郡
領
等
律
令
体

制
下

の
郡
司

と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
、

こ
の
系
図

の
記
述

は
具
体
的
で

あ
り
、
麻
背
君
が
信
濃

の
国
造

と
な
っ
た
の
は
欽
明
朝
で

あ
る
か
ら
六
世
紀
中
葉
で
あ

っ
て
、
大
和
政
権
の
信
濃

支
配

の
時
期
と
符
合
す

る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

そ

の
後
信
濃
に
国
造

の
系
譜
を
引

く
も
の
と
し
て
、
金
刺
舎
人
、
他
田

舎
人
の

二
流
が
あ
り
、
奈
良
朝

か
ら
平

安
朝
に
か
け
て
、
信
濃
国
牧

主
当
伊

那
郡
領

金
刺

舎
人
八
磨
、
諏
訪
の
大
右

近
衛

将
官
金
刺
舎

人
貞
長
、
国
造
少
県
郡
他
田
舎

人
大

島
、
伊

那
郡
の
大
他
田

舎
人
千

世
売
等
、
多

く
の
金
刺
姓
、
他
田

姓

の

有

力

者

が
、
伊

那
、
諏
訪
、
小
県
、
埴
科
、

水
内

等
に
名

を
残
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
阿

蘇
系
図

の
信

ぴ
ょ
う
性
竺

局
く
、
律
令
体
制

の
国
司
郡
司
制
以

後
、
金
刺
、
他
田

両

氏
は
郡
司

と
し
て
代

々
世
襲

を
し
て
信
濃
国
内

の
多

く
の
郡
で
地
方
官
と
し

て

活
動

し
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
み

て
も
、
当
地

が
六
世
紀
中
葉

か
ら
大
和
政
権

の
国

造
金
利
氏

の
支
配

を
受

け
た
こ
と

は
ほ
ぼ
確
実
で

あ
る
。

次
に
県
に

つ
い
て
み

る
と
、
先
に

あ
げ

た
『
日
本
書
紀
』

の
資
料
に
は
「
国
郡

に
造
長
、
県
邑
に
稲
置

を
お
く
」
と

あ
り
、
『
古
事
記

』
に
は
「
大
国
、

小

国

に

国
造
、
大
県
・

小
県
に
県
主

を
定

め
る
」
と

あ
っ
て
、
両
資
料
に
食

い
違

い
が
あ

り
、
県
に

つ
い
て
は
ど
う
解
釈

す
べ
き
か
、
研
究
者
に
よ

っ
て
多

く
の
説
が
出
さ

卯
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れ
て

い
る
が
大
要
三
つ
の
説
か
お
る
。
そ
の
①
は
、
皇
室
の
直
轄

地
で
あ
る
。
②

国
造
の
支
配
す
る
下

級
地
方
組
織
で
あ
る
。
⑧
両

者
の
折
衷
説
で
、
県
主
は
皇
室

直
轄
地

の
首
長
で
あ
り
ヽ

稲
置
は
国
造
支
配

の
下

級
地
方
組
織
（
覗

で

あ

る
、

と

い
う
説
で
あ
る
。
に

わ
か
に
そ
の
可

否
は
判
断
で
き
な

い
が
長
野
市
県
町
、
松

本
市
県
、
小
県
郡
等

の
地
名
は
古
代
県
制
の
残
存
地
名
で
あ
る
と

い

わ

れ

て

お

り
、
外
に
県

の
名
の

つ
け
ら
れ
た
小
地
域
は
各
地
に
散
在
し
て
お
り
、
古
代
県
制

と
関
係
か
お
る

か
も
知

れ
な

い
。
そ

の
性
格
は
よ
く

わ
か
ら
な

い
が
、
大
和
政
権

の
地
方
支
配

の
た
め
の
組
織
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

伊
那
市
に
伊
那
部
と

い
う
地
名
が
残

っ
て

い
る
。
こ
れ
は
渡
来
系
の
木
工
技
能

者
で

あ
る
イ
ナ
氏

の
部

の
名
残
り
で
あ

る
（
『
伊
那
市
史
』
歴
史
編
）
と

い
わ
れ
る
。

こ

の
よ
う
な
確
認
で
き
る
部
民
制
に
関
す
る
も
の
は
村
内
で
は
発
見
さ
れ
て

い
な

い
が
、
こ
の
部
民
制
は
大
化
前
代
の
大
和
政
権
に
か
か

わ
る
重
要
な
経
済
的
支
配

組
織
で

あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

大
和
政
権
内
部
に
お

い
て
早
く

か
ら
そ
れ

ぞ
れ
の
豪
族
の
間
に
職
能
の
分
化
が

行
な

わ
れ
て
来
た
。
軍

事
を
担
当
し
た
大
伴
氏
が
靭
負
部
を
、
物
部
氏
が
物
部
を

率

い
、
祭
祀
を
行
な
う
忌
部
氏
が
忌
部
を
、
土
師
氏
が
土
師
部
を
率

い
る
と

い
う

体
制
で
あ
る
。
五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
に
か
け
こ
の
制
度
は
一
層
拡
充
さ
れ
、
大

和
政
権
に
必
要
な
製
品
を
貢
納
す
る
た
め
、
あ
る

い
は
特
殊
な
技
術
で
奉
仕
す
る

た

め
、
玉

造
部
・
鍛
冶
部
・
馬
飼
部
・
衣
縫
部
・
弓
削
部
・
陶
部
等
し

だ
い
に
部

の

数
は
増
加
し
た
。
こ

の
中
で
手
工
業
技
術
に
関
し
て
は
朝
鮮
と

の
闘

い
の
過
程
で

連

れ
帰

っ
た
技
術
奴
隷
や
、
渡
来
技
術
者
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は

い

う
ま
で
も
な

い
が
、
こ
れ
ら
の
人
た
ち
も
部
と
し
て
組
織
さ

れ
、
百
八
十
部
と
総

称

さ
れ
る
ぼ
ど
の
多

く
の
部
が
大
和
朝
廷
に
所
属
す

る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ

の
部

に
所
属
す
る
一
般
民
衆
が
部
民
で
、
伴

造

に
統
御
さ
れ
て
朝
廷
に
奉
仕
し
た
。

こ
れ
ら
の
部
民
は
一
定
の
職
業
ま
た
は
技
能
を
持
っ
た
者
で
製
品
の
貢
納
や
、
技

能
の
奉
仕
を
し
た
が
平
常
は
農
民
と
し
て
生
活
を
し
た
従
属
民
で
あ
る
。

一
般
農
民

も
屯
倉
（
朝
廷
の
直
轄
領
）
を
通

し
て
、

農
業
部
民

と
し
て
部
民

制
の

中
に
取

り
入

れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
屯

倉
を
耕

作
す
る
農
民

を
田
部

と
称
す
る
よ

う
に

な
り
、
や

が
て
そ
れ
は
名
代

・
子
代

の
民

と
い
わ
れ
た
が
皇
室
の
私
有
民

で

あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
部

の
編
成
は
皇
室
の
み

な
ら
ず
、
連
合
国
家

の
諧

豪
族
は
も
ち
ろ

ん
、
地
方
に
お
け
る
国

造
や
県
主
、

稲
置

等
の
有
力

豪
族
も
そ
れ

ぞ
れ
皇
室
の
体

制
に
準
じ
た
支
配

組
織

を
整
え
た
。≒
そ
れ
は
豪
族
の
名

を
冠

し
て
大

伴
部
、
蘇
我

部
、
平

郡
部
と

い
う
よ
う
に
呼

ば
れ
た
が
、

そ
の
よ
う
な
諸

豪
族
の
私
有
す
る
土

地
を
田

荘
と

い
い
、
私
有
の
部
民

を
総
称
し
て
部

曲
と
呼

ん
で

い
る
。
六
世
紀
後

半
以

後
各
豪
族
に
よ
る
土

地
や
部
民

の
争

奪
は
は
げ
し
く
行

な
わ
れ
て
お
り
、

物

部
氏
の
東
国

へ
の
勢
力

の
扶

植
は
著

し
か
っ
た
。
こ
う
し
て
国
内

の
大
部

分
も
土

地
や
人
民

が
部
民

制
に
組
み
入

れ
ら
れ
私
有

化
さ
れ
た
こ
と
は
、
大
化

の
改
新
の

詔

に
述
べ
ら
れ
た
と
お
り
で
あ
っ
て
、
部

の
組
織

は
全
体

の
生
産
体
系

を
と
ら
え

る
基
盤
組
織
に
な

っ
て

い
た
。

南

箕
輪
村
内

に
生
活
し
た
住
民

も
、

こ
の
よ
う
な
部
民
制
に

組
み
込

ま
れ
、

そ

れ

ぞ
れ
の
私
有
民

と
し
て
、
貢

納
や
労
役

提
供

等
の
奉
仕

を
し
て

い
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る

。

先

に
述
べ
た
王
墓
や
丸

山
古
墳

を
築
造
す
る
た
め
に
ど
れ
だ
け
の
労

力
が
必
要

で
あ

っ
た
か
は
簡
単
に
は

わ
か
ら
な

い
が
、
Ｔ
・
園
陵

を
築
造

る
に
、
各

々
己

が

民

を
率

い
て
事
に
隋

い
て
作
れ
り
…
」
（
大
化
元
年
の
詔
）
と

い
う
よ
う
に
、

私

有

の
民
が
使

わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
箕
輪
遺
跡
や
そ
の
周

辺
の
遺
跡
に
住
ん
だ

人
た
ち
は
、
王
墓
や
丸
山
古
墳
の
被
葬
者
の
田

荘
の
民

・
部
曲
で
あ
っ
た
と
考
え

ら

れ
る
。

卯
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り
つ
り
よ
う

二
　

律

令

制

時

代

Ｈ
　

律
令
体
制
の
成
立

西

暦
六
四

五
年
六
月

、
皇
太
子

で

あ

っ

た

中
大
兄

皇
子

は
中
臣
鎌
足
と
謀

っ

て
、
時
の
最
大
権
力
者
で
あ
っ
た
蘇
我

氏
を
暗

殺
打
倒

し
、
年
号

を

大

化

と

改

め
、
翌
大
化
二
年
正
月

、
孝
徳
天

皇
の
名
に

お
い
て
「
改
新

の
詔
」

を
発
し
、
着

々
と
新
し
い
中

央
集
権
体
制

を
樹

立
し
た
。
こ
れ
を
大
化

の
改
新

と
い
う
。

改
新
の
詔
の
重
要
な
点
を
挙
げ
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

Ｉ
　

こ
れ
ま
で
豪
族
た
ち
が
持
っ
て
い
た
土
地

と
人
民

を
す
べ
て
国
家
に
収

め
よ

。
そ

の
か
わ
リ
食
封

（
政
府
か
ら
支

給
さ
れ
る
土

地
と
人
民
）

と
、
禄

を
支
給
す

る
。

２
　

都
と
地
方
の
行

政
と
警
備
の
体
制

を
確
立
し
、
中
央
集
権
体
制

の
組
織
を
作

る
。

３
　

班
田

収
授

の
法

を
も
う
け
、
こ
の
た
め
に

必
要

な
戸
籍
計
帳
を
作

り
、
租
庸
調
を

定
め
の
と
お
り
納
め
よ
。

こ

れ

に

よ

っ
て

、
専

制

政

治

の
体

制

を

作

る
政

治

方

針

は
示

さ

れ

た

が
、

画

期

的

な

変

革

で

あ

っ

て
直

ち

に

全
国

に

わ

た

っ

て
実

施

に

移

せ

る
も

の

で

は
な

い

。

こ

の

方

針

に

基

づ

い
て

、

そ

れ

を
実

行

に

移

す

た

め

の
細

か

い
規

定

が
必

要

で

あ

る

。

そ

の

規

定

に

は

、

現

在

の
刑

法

に
相

当

す

る

「
律

」

と
、

行

政

、

民

法

、

商

法

等

刑

法
以

外

の

全

領
域

に

わ

た

る
法

令

で

あ

る

「
令

」

と

が
作

ら

れ

た

。

こ

れ

を

合

わ
せ

て

律

令

と

呼

ん

で

い
る

。

律

令

制

定

の
経

過

を

み

る

と

、

六

六

八

年

に

近
江

令

が
制

定

さ

れ
、

六

八

一
年

か

ら

飛

鳥

浄

御

原

律

令

の

制

定

が

始

め

ら

れ

、

六

八

九
年

に
令

二

二
巻

が
施

行

に

移

さ

れ

た

。

七

〇

一

年

に

は

大

宝

律

令

が

完

成

し

、

翌
年

施
行

に

移

さ

れ
、

ほ

ぼ

律

令

の
大

綱

が

整

っ
て

い
る

。

そ

の

後

、

七

一

八
年

養

老
律

令

の
制

定

、

八

二
〇

年

に

は

弘

仁

格

式

、

九

〇

七

～

二

七
年

に

延
喜

格

式

が
作

ら

れ

て

い

る

。
格

は
、

そ

れ
ま

で

の
詔

勅

官

符

（
律
や
令
の
追
加

修
正
法
）

を
編

集

し

た

も

の

で

あ

り
、

式

は
格

の
施

行

細

則

で

あ

る

。

こ

の
よ
う
に
、
律
令
は
長
年
月
に

わ
た

っ
て
整
備
改
訂
が
行

な
わ
れ
、
し
だ
い

に
全
国
に
施
行
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
律
令
政
治
は
し
だ
い
に
変
容

を
受

け

つ
っ
も

二
一
世
紀
後
半
ま
で
続
く

わ
け
で
、
こ
の
時
代

を
律
令
制
時
代

と
呼

ん

で

い
る
。

§
　

国
・
郡
・
里
（
郷
）
制

１
　

国
の
成

立
と
国
司

「
崇
神
紀
」
に
よ
る
と
、
同
じ
方
面

の
国

々
（
都
か
ら
地
方
へ
の
官
道
が
定
め
ら
れ

そ
の
官
道
に
沿
っ
た
国
々
）
を
合

わ
せ
て
「
道
」
と
唱

え
る
区

分
が
行

な
わ

れ

た
。

す
な

わ
ち
、

畿
内

・
北
陸
道

―
東
山
道

・
東
海
道
・
山

陰

道

―
山

陽

道
・
南

海

道
・
西
海
道
で
、
こ
れ
は
、
大
和
朝
廷
の
統
一
支
配

が
進
む
と
共
に
定
め
ら
れ
た

行
政
上

の
区

画
で
あ
る
。
信
濃
は
和
銅
こ
ろ
ま
で
科

野
と
書
か
れ
東

山
道

八
か
国

の
う
ち

の
一
国
で
あ

っ
た
。

右
は
大
化
前
代

の
状
態
で
あ
る
が
、
大

化
の
改
新
に
よ
り
、

新
た
に
国

・
郡

・

里
制
が
定
め
ら
れ
て
、
国

司
・
郡

司
・
里
長
等
が
お
か
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ

の
実
施
時
期
に

つ
い
て
は
、
六
四
六
年

夭

化
二
）
の
派
遣
国
司
（
大
化
前
の
国
司
で

臨
時
の
役
）
や
国
造
に
対
し

て
、
「
宜
し
く
国

の
壇
堺

を
観

て
、
或

は
書
に
記

し
、

或
は
図
を
書
き
持
ち
来
り
て
示

し
奉
れ
、
国
県

の
名
は
来
む
時
に
将
に
定
め
ん
・：
」

（
「
日
本
書
紀
」）
と
あ
り
、
こ
の
報
告
に
基
づ

い
て
国

造

・
県

主

制

と
、
国

司

・

郡
司
制
が
交
替
さ
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
、
新
た
な
国
郡
里
制

は
浄
御
原
令
実
施
以

後
と
考
え
ら

れ
る

。

定
め
ら
れ
た
信
濃
国

の
範
囲

は
時
代

に
よ

っ
て
異

な
り
、
当
時

は
、

木
曽

（
鳥

居
峠
以
南
）
は
美
濃
国
に
属
し
、
下
伊

那
南
部
は
三
河
国

、
諏
訪
の
富
士

見

以

東

は
甲
斐
国
に
属
し
、
現
在
よ
り
か
な
り
狭
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
大

宝
令
で
は
国

を
大
・
上
・
中
・
下

の
四
等
級
に
分
け
、
信
濃
国

は
、
伊

那
・
諏
訪
・
筑
摩

・
安

曇
・
更
級
・
水
内
・
高
井

・
小
県
・
佐
久
の

Ｉ
〇
郡

を
持
ち
上
国
に

属

し

て

お

り
、
上
国

の
国

管
の
役
人
は
、
守
一
人
、
介

一
人
、

橡
一
人
、
目

一
人
、
史

生
一

む
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人
（
以
上
を
国
司
と
い
う
）
で
、

外
に
博
士
、
医
師
が
各
一
人
配
属
さ
れ
る
こ
と
に

な

っ
て
い
た
。

『
続
日
本
紀
』
養
老
五
年
（
七
二

こ

の
条
に
、
「
信
濃
国
を
割
き
て
始
め
て
諏

訪
国

を
置

く
」
と
あ
り
、
天
平
三
年
（
七
三

こ

の
条
に
、
「
諏
訪
国
を
廃
し
て
信

濃
国
に
併
す
」
と
あ
る
。
七
二
一
年
に
信
濃
国
を
分
割
し
て
諏
訪
国
を
設
け
、
一

〇
年
後
に
再
び
信
濃
国
に
併
合
し
て

い
る

わ
け
で
あ
る
。
そ
の
諏
訪

国

の

範

囲

は
、
諏
訪
郡
の
外
、
伊

那
、
筑
摩
、
安
曇
ま
で
が
含
ま
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
諏
訪
国
司

も
任
命
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
が
、
資
料
が
な
く
全
く
不
明

で
あ
り
、
国

府
の
所
在
地
も
下

諏
訪
の
下

社
付

近
と
す
る
説
、
松

本
市

東
郊

と
す

る
説
な
ど
が
あ
る
が
、
確

か
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。

な
ぜ
諏
訪
国

が
分
置

さ
れ
、

一
〇
年

後
に
再

び
併
合

す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と

に

な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、

こ
の
数
年
前
に
出
羽

・
丹

後
・

美
作
・
能
戸
・
安
房

等
の
諸
国

が
分
置

さ
れ
て
お
り
、

そ
の
一
連

の
動

き
と
も
考
え

ら
れ
る
が
、
信
濃
国

が
地
形
複
雑
で
南
北
に
長

く
、

国
府

が
北
東
に
偏
し
て

示

県
郡
上
田
市
付
近
に
あ
っ
た
）
連
絡
に
円
滑
を

欠

く

と

い

う

地
理
的
事
情
が

あ

っ

た
。
そ

れ
に
加
え

て
、
諏
訪
神
系

を
中
心
と
し

た
勢
力
が
南
信
濃
に

広
く
根
を
張

っ
て
お
り
、
国
司
を
置

く
よ
う
に
な

っ
て
も
そ

の
勢
力
を
無
視
し
得
ず
、
諏
訪
勢

力
制
御

の
た
め
一
時

の
便
法
と
し
て
諏
訪
分
国

の
処
置
を
と

っ
た
の
で
は
な

い
か

と
考
え
ら

れ
る
。

再

び
諏
訪
国
を
信
濃
国
に
併
合
し
た

の
は
、
こ

の
こ
ろ
全
国
的
に
小
国

の
廃
止

が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
天

武
天
皇
に
よ
る
国

分
寺
建
立
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
に

は
小
国

で
は
負
担
が
多
く
困

難
で
あ
る
か
ら
併

合
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
と

い
う

考
え
が
あ
る
。
ま
た
和
銅
六
年
（
七
一
三
）
に
吉
蘇
路
が
開
通
し

た
。
こ

の

吉

蘇

路
の
道
筋
に
つ

い
て
も
諸
説
が
あ
る
が
、
木

曽
谷
を
縦
貫
す
る
道
筋
が
有
力

視
さ

れ
て

い
る
の
で
、
こ
の
吉
蘇
路
を
抜
け
る
と
国

府
の
所
在
地
と
な
っ
た
筑
摩
へ
間

近
か
で
あ
る
。
吉
蘇
路
が
開
通
し
て
そ
れ
が
盛
ん
に
利
用

さ
れ
る
に
及

ん
で
畿
内

か
ら

の
交
通
に
便
利

な
よ
う
に
、
国

府
を
上
田

か
ら
筑
摩
に
移
転
し
、

そ
れ
に
関

連
し
て
諏
訪
国
が
信
濃
国

に
合
併

さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え

も
あ
る
。

こ
の
考
え
は
信
濃
国

の
国

府
が
、
上
田
附
近

か
ら
松
本
筑
摩

の
地

へ
移
転
し

た
時

期
が
、
吉
蘇

采

皆
）
路
の
開
通
及

び
そ
の
利
用

の
増
大

と
符
合

す
れ
ば
卓

見

と

思

わ
れ
る
が
、
木

曽
路
は
人
煙
稀
な
と
こ
ろ
と
し

て
平
安
時
代
初
期
に

は
再

び
官

道
は
神
坂
越
の
旧

道
に

移
っ
て
お
り
、
疑
問
点

も
多

い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

信

濃
国

の
国
府
（
国
司
の
役
所
の
所
在
地
）
は
、
最
初
小
県
郡
上
田
市
に
置

か

れ

た
が
、
平

安
時
代

の
初
期

ま
で
に

は
筑
摩
郡
松
本
付
近
に
移

さ
れ
た
。
信
濃
国

の

国

守
と
し
て
、
資
料
に
出

て
く
る
最
初

の
人

は
、
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
か

ら

の

小
治
田
朝
臣
宅
持
で
、
朝
臣
と

い
う
姓

を
持

ち
従
五
位
下

の
上
級
貴
族
で
あ

る
。

以

後
平
安
時
代
末

ま
で
に
信
濃
国

の
守

ま
た
は
権
守
に
任
せ
ら

れ
た
も

の
は
一
四

〇
名

ほ
ど
に
及

ん
で

い
る
。
一
般
に
中
央
政
府

よ
り
五
～
六
位

の
位
階

の
も

の
か

ら
任
命

さ
れ
る
の
が
な
ら
わ
し
で
、
赴
任
し

て
任
地
に

お
い
て
国
政
に
当
た

る
べ

き
も

の
で
、
そ

の
任
期

は
大
宝
令
で

は
六
年
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
後
改
正
さ
れ
て

四
年
に

な
っ
て
い
る
。

守

は
、
一
国

の
政
務
を
統
轄
し
て
行
政
、
司
法
、
警
察
な
ど
万
般
の
こ
と
に
当

た
り
、
介

は
守
を
補
佐
あ
る

い
は
代
行
し
、
橡
は
一
国
の
非
違
を
正
す
こ
と
を
主

な
職
務
と
し
て
お
り
、
目
・
史
生
も
そ
れ

ぞ
れ
職
務
を
分
担
し
て

い
た
よ
う
で
あ

る
。と

こ

ろ
が
、
後
世
に
な
る
と
国
守
が
自
か
ら
任
国
に
赴
任
せ
ず
、
目
代
等
に
代

行
さ
せ
る
（
こ
れ
を
訟
俄
と
い
う
）
風
習
が
生
ま
れ
、
さ
ら
に

Ｉ
〇
世
紀
ご
ろ
か
ら

知
行
国
と
称
し
て
院
、
摂
関
家
等
中
央
政
府
の
権
力
者
た
ち
が
国

守
を
任
命
す
る

権
限
を
持

つ
国
（
知
行
国
）
が
生
ま
れ
、
知
行
主
で

あ
る
権
力
者

た
ち
は

自

分

に

近
い
者
や
都
合
の
良
い
人
物
を
知
行
国
の
国
守
に
任
命
し
、
そ
の
利
得
を

懐

に

し
、
国
司
は
ま
た
私
利
追
求
に
明
け
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
国
司

制
度
の
本
来
の
姿
は
平
安
中
期
以
降
し
だ
い
に
姿
を
消
し
て
崩
壊
に
向
か
い
、
地

42
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方
豪
族
の
台
頭

や
武
士
の
興
隆
、
さ
ら
に
、
鎌
倉
幕
府

の
守
護
地
頭

の
設
置
に
よ

り
、
国

司
は
遂
に
有
名
無
実
と
な

っ
て
し
ま

っ
て

い
る
。

２
　

郡
と
郡
司

改

新
の
詔

に
「
凡

そ
郡

は
四

十
里

を
以

て
大
郡

と
せ

よ
、
三

十
里

よ
り
以
下
四

里
以
上

を
中
郡

と
し
、
三
里

を
小
郡

と
せ

よ
」

と
あ
り
、
郡

の
大

小
を
分

け
、
郡

に

は
郡
家
（
郡
の
役
所
）
を
置

き
、

郡
司
と
し
て
大
領
、

小
領

各
一
人
、

主
帳
、

書

生
、
案

主
等
を
郡

の
大

小
に

応
じ
て
人
数

を
定

め
て
配
置

し
て
い
る
。

郡
司

は
国
司

の
下
に

あ
っ
て
郡
内

の
政
務

を
行

な
う
も

の
で

あ
る
が
、
改
新

の

詔
に
「
国
造

の
性
識
清

く
廉

く
し

て
時

の
務
に
堪
う

る
者
を
と

っ
て
大
領
・
少
領

と
し
、
強

く
倚
し

く
聡
敏

く
し

て
書
算
に
工
な

る
も

の
を
主
政
・
主
帳
と
せ
よ
」

と

あ
り
、
大
領
・
少
領
に
は
旧
国
造
や
地
方
豪
族
層

か
ら
選
任
さ

れ
た
よ
う
で
あ

る
。郡

司

の
史
料
と
し

て
は
、
「
続
紀
」
に
「

信
濃
国
牧

主
当
伊

那
郡
大
領

従

五

位

下
勲
六
等
金
刺
舎
人
八
麻
呂
」
と
あ
り
、
金
刺
八
麻
呂
が
伊
那

郡

大

領
（
郡
司
）

で
あ

っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
金
刺
氏
は
信
濃
国
造
の
一
族
で
、
早
く
か
ら
諏
訪
下

社
の
大
祝
と
な
り
祭
祀
と
政
権
を
掌
握
し
て
お
り
、
金
刺
八
麻
呂
は
信
濃
国
牧
の

主
当
て
あ

っ
た
が
、
伊

那
郡
の
郡
司
を
兼
任
す
る
こ
と
に
な

っ
た
と
思

わ
れ
る
。

郡
司
は
終
身
官
で
あ
り
、
か
つ
世
襲
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
金
刺
氏
の
系
統
の
も

の
が
累
代
伊
那
の
郡
司

と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
諏
訪
郡
大
領
に
は

金
刺
男
継
と

い
う
大
が
あ
り
、
や
は
り
金
刺
氏
の
一
族
が
郡
司
を
世
襲
し
た
も
の

と
思

わ
れ
る
・

伊

那
郡
の
郡
家
（
役
所
）
所
在
地
は
下
伊

那
郡

座
光
寺
付

近
（
所
仰

遺
跡
）
が
有
力
視
さ
れ
て
お
り
、
諏
訪
郡
の
郡
家
は
下

諏
訪
付
近
と
考
え
ら

れ

て

い
る
が
、

い
ず
れ
も
確
証
は
な

い
。
郡
司

に
は
職

分
田

（
大
領
に
は
六
町
歩
）
が
与

え
ら
れ
、
在
地
の
有
力
者
と
し
て
後
々
荘
園
や
武
士
階
級
の
成
立
に
重
要
な
役

割

を
果
た
す
よ
う
に
な

っ
た
。

３
　

里

・
郷

「
凡
そ
五
十
戸
を
里
と
す
。
里
毎
に
長
一
人
を
置
く
」
と
改
新
の
詔
に
あ
る
。

こ
こ
で

い
う
戸
と
は
郷
戸
で
あ

っ
て
、
里
は
自
然
集
落
を
単
位
と
し
た
も
の
で
は

な
く
、
か
な
り
機

械
的
に
決

定
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、「
若
し
山
谷
阻
険

く
し
て
地
遠

く
人
稀
な
る
と
こ
ろ
に
は
便
に
従
い
て
量
り
置

け
」
と
あ
っ
て
、
必

ず
し
も
五
〇

戸
で
は
な
い
場
合
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

七
一
五
年
（
霊
亀
元
年
）
「
里

を
改
め
て
郷

と
な
す
」
と
み
え
、
里

は
郷

と
変
わ

り
郷

の
下

に
三
つ
く
ら
い
の
里
を
置

く
よ
う
（
郷
里
制
）
に
な

っ
て

い

る
。
し

か

し
、
天
平

の
こ

ろ
に

は
里

は
廃
止

さ
れ
て
、
郷

は
そ

の
後
長

く
行
政

の
最

小
単
位

に
な

っ
て
い
る
。

里
長

は

コ
戸
口
を
按

へ
検

め
農
業

を
課

せ
殖
え
、
非
違

を
禁

め
察

め
、
賦
役

を

催

駈

ふ
こ
と
を
掌
れ
」

と
あ
り
、
里
内

の
戸
口

の
調
査
、
農
業

の
奨
励
、
犯
罪

の
取
締

ま
り
、
賦
役

の
催

促
、
徴
税
等

の
仕
事

が
定

め
ら
れ
、
社
会
発
展

へ
の
積

極
的
姿
勢

も
あ
っ
た
。

大
化

の
改
新
直

後
こ
の
地
方
に

ど
の
よ
う
な
里
・
郷

が
置

か
れ
た
か
は
不
明
で

諏　　　　　　 伊

訪　　　　　　 那
郡　　　　　　　郡

返 山 桑 美
佐 土　 福 麻 小 倅

良 鹿 原 和 補 武　 地 績 村 野

也　　　　　　 布 乎 乎 度
万　　　　　　 久 美 元 毛
加　　　　　　 知　 良 野

高

山
寺
本

諏　　　　　　 伊

訪　　　　　　 那
郡　　　　　　　　郡

且'山討祀桑丿美 佐゙ 上゙りド 福7麻7 伴よ輔

良'鹿 戸゙ 原゙回口付炉 武 作付地'績i野 夕衆

也　 久　 左
上 乎 布 乎 土

末　 波　 布 無 無 久 美 毛
加　 波　　　　 良 知　 乃

良

票

本

お
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え
僕
　

墟
大

言

よ

圭
　
地
舛
ヤ

次

に

驚

や

羊
千
竃

き

憐

千

田
　

七
慌
凸

辻
ぼ
珂
乖
九
大

啼

尹

吽
曜

、
騨

几

背

竹

壽

行

九
才
郡

大
武
　

佐
作
　

八
乱
　

衡

原

よ

う

萱

文
身
郡

良
　

粛

々

大

君

公

社

占
泉
　
　
咎
丁

子

ぶ
Ｔ

馬
言

ご

原
一

菌
彗

誓

え
頃
今

床
啓

心

営

謐

化
い

工

作

・
七
矢
　

墟
言
下

寸
大
裏
　
地
舛
ヤ

大
馬
　

当
野
　

赤
生
陽

烏
半
樫
仇
ヰ
統
富
　

笥

回

和名類聚紗（高山寺本）部分『ｲ言濃史 料』より

（

哲
多

今
年
几

放
言

長

卜
琵

九
穴
　
　

‐
3
0

屋
代

為
長

手
技

隻
　
　

圀

廠

郡

童
や
駿

哀

叫

湯

十

怖
鰹

畳
驚

奮
　

ふ
尊
竹

貨

芹

た

い今

夏
寸

寸

で

あ

る
が

、

平

安

時

代

の

承
平

年

間

冗

三
一
二

二
言

に

編

纂

さ

わ
み
ょ
う
る
い
じ
ゅ
し
ょ
う

れ

た

『
倭

名

類

聚

紗

』

と

い

う

本

か

お

り
、

そ

の
増

補

二
〇

巻

本

の
中

に

各
郡

の
郷

名

が
記

さ

れ

て

い

て
、

そ

の
写

本

々

後
世

開

板

の
流

布
本

が
残

さ

れ

て

い

る

。
写

本

の

一

つ

で

あ

る
高

山

寺

本

と

流

布

本

の
伊

那

郡

及

び

諏
訪

郡

の
記

載

は
前

頁

の
よ

う

で

あ

る

。

こ

れ

を
み

る
と

、

高

山

寺

本

と

流

布

本

で
記

載

に

差

が

あ

り

一
部

文

字

も

違

っ

て

い

る

。
高

山

寺

本

に

は
伊

那

郡

に

輔

衆

が

な

く

、

諏

訪

郡

に

は
神

戸

が

な

い
。

こ

れ

は
写

本

の
書

き

落

と

し

と

考

え

る

と

、
伊

那

郡

は

輔

衆

を

入

れ

て

五

郷

、

諏

訪

郡

は
神

戸

を

入

れ

て

七

郷

あ

っ
た

こ

と

に

な

る

。

こ

れ

ら

の

各

郷

が

現

在

の

ど

の

地

域

に

あ

た

る

の

で

あ

ろ

う

か

、

諸

説

が

あ

り

必

ず

し

も

一

致

し

て

い
な

い
が

、

ほ

ぼ

次

の

よ

う

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

伊

那
郡

①
輔
衆
＝
『
信

濃
地

名
考
』
に
輔
衆
は
フ
モ
ロ
、
音
通

わ
し
て
ホ
ム
ラ

な
れ
ば
今

の
上

穂

の
郷

な
る
べ
し

と
し
、
『
信
州
伊

那
沿
革
図
説
』

は

輔
衆

は
ホ
ム
ラ
と

訓
せ
し
に

あ
ら
ず
や
と
し
、
輔
衆
を
今

の
駒
ヶ
根
市
赤
穂
を
中
心
と
し
た
地
域
と
し
て
い

る
。

こ

れ
に
対

し
市
村
旅
人

は
郷
名

の
配
列
順
が
輔
衆
、
伴
野
、
麻
績
、
福
智
、
小
村
と

天
竜
川
を
は
さ
ん
で
南
か
ら
北
へ
順

に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
輔
衆
郷

は
下
伊

那

の
松
尾
か
ら
川
路
へ
か
け
て
の
地
域

で
、
県
下
有
数

の
古
墳
密
集
地
帯
で

あ
る
か

ら
こ

の
辺
に
一
郷
も
存
在
し
な
か
っ
た
と
は
考
え

ら
れ
ず
、
輔
衆
郷

は
下
伊

那
竜
西

南
部
で
あ

る
と
し
て
い
る
。

②
伴
野
郷
＝
下
伊

那
郡
豊
丘
村
伴
野
を
中

心
と
し
た
竜
東

一
帯

の
地
域

と

さ

れ

て

い

る
。

③
麻
績

＝
下
伊

那
郡
座
光
寺
飯
沼
辺

の
平
担
地
一
帯

の
地
域
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。

④
福
地
＝
伊
那
市
富
県
に
北
福
地
南
福
地
の
二
部
落

あ
り
、
江
戸
時
代

は
こ

の
両
部
落

を
合

わ
せ
て
福
地
村
で
あ

っ
た
。
福
地

は
福
地
郷

の
名
残
り
で
あ

っ
て
、
福
地
郷
は

三
峰
川
以
南
小
渋
川
に
至

る
竜
東
一
帯
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

⑤
小
村

＝
正
倉
院
御
物
庸
布

の
墨
書
名
に
「
信
濃
国
伊
那
郡
小
村
郷
」
と
あ
り
、
伊

那

郡
に
小
村
郷
が
存
在
し
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
そ
の
地
域

に
つ
い
て
は
諸
説

が
あ

る
が
、
伊
那
市
荒
井
付

近
か
ら
西
春

近
、
宮
田

に
か
け
て
の
一
帯
で
、
北

は
小
沢
川

で
限
ら
れ
る
地
域
で
あ
っ
た
と
考
え

る
説
が
有
力

で
あ
る
。

諏
訪
郡

①
土
武
＝
下
諏
訪
に
富
部
と
い
う
部
落
か

お

り
、
『
地
名
辞
書
』

は
現
佐
下
諏
訪
岡
谷

あ
た
り
、
諏
訪
湖
の
西
北

辺
一
帯

を
示

す
如
し
、

と
し
て

い
る
。

②
佐
補
＝
普
通

こ
れ
を
「
サ

ワ
」

と
解
し
、
天
竜
川
を
は
さ
ん
で
上
伊
那

の
北
部
一
帯

と
し
て

い
る
。

笠
輪

町

の
沢

は
そ
の

残
存
地
名
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
『
大
日
本

地

名
辞
書
』

は
諏
訪
郡

の
湖
南
、
豊
田
、
湊

の
一
帯
に
非
ず
や
と
し
て
い
る
。

③
美
和
＝
佐
補
郷

の
南
で
箕
輪
郷
を
「
延
喜
式
」
で
美
和
と
し
て
お
り
、
今

の
箕
輪

の

地
域
と
さ
れ
て
い
る
。
天

竜
川
を
は
さ
ん
で
東

側
は
手
良
郷
に
接
す

る
所
ま
で
、
西

側
は
小
村
郷
に
接

す
る
小
沢
川

ま
で

の
地
帯

と
考
え
ら

れ
て

い
る
。
し
た
が

っ
て
、

南
箕
輪

は
美
和
郷

の
一
部
を

な
す
こ

と
に

な

り
、
笠
原
政
市
は
、
「
北
殿
と
南
殿

の

堺

に
み

わ
と
い
う
宇
地

が
残

っ
て

い
る
。
こ

の
み

わ
は
美
和
郷

の
残
存
地
名
で
あ
ろ

う
」

と
し
て

い
る
。

④
桑
原
＝
上
桑
原
が
四
賀
に
あ
り
、
下

桑
原
が
上
諏
訪
に
あ
り
、
現

在
の
上
諏
訪
四
賀

一
帯

と
さ

れ
て
い
る
。

封
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⑤
神
戸
＝
『
大
日
本
史
国
郡
誌
』
に
「
今

神
戸

村
桑
原
東
南

ニ
ア
リ
、蓋

シ
諏
訪
神
戸
也
」

と
あ
り
、
現
在

の
中
州

、
永
明
、
宮
川
等

の
一
帯
で
、
諏
訪
大
明
神

の
旧
神
封

の
郷

で

あ
ろ
う

と
さ
れ
る
。

⑥
山
鹿
＝
現
在

の
北
山
、
米
沢
、
湖
東
、
豊
平
、
泉
野
、
玉
川
、
原
村
等
、
茅

野
東
方

の
八
ヶ
岳
山
麓

一
帯
で
あ
ろ
う
。

①
且
良
上

ア
ラ
と
読
み

、
現
在

の
伊

那
市

手
良

を
中

心
と
し
た
地
域

で
、
南
限

は
三
峰

川

で
福
智
郷

に
接

し
、
西

は
美
和
郷
に
接
す

る
と
こ
ろ
ま
で
、
東

佳
局
遠
、
さ
ら
に

そ

の
奥
ま
で
が
含
ま
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

４
　

伊
那
郡
と
諏
訪
郡
の
郡
境

『
倭
名
類
聚
紗
』
に
記

さ
れ
た
郷

の

位
置

か
ら
み
る
と
、

現
在
上
伊
那
郡
に
含

ま
れ
て
い
る
佐
補
、
美
和
、
且
良

の
三
郷
が
諏
訪
郡
に
属
し
、
伊

那
郡

の
北
限

の

郷
は
小
村
郷
と
福
智
郷
に
な

っ
て

い
る
。
こ
れ
か
ら
み
る
と
、

諏
訪
郡

と
伊

那
郡

の
境
は
天

竜
川
西
側
で
は
小
沢
川
、

東
側
で
は
三
峰
川

が
境
に

な
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

ま
た
、
諏
訪
明
神

の
伊
那
回
り
湛
神
事

の
行
な

わ
れ

た

地
点

は
、
「
諏
訪
明
神

絵
詞
」
、
「
権
祝
文
書
」
（
文
明
二
年
）
、
「
守
矢
文
書
」
等
に

よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
内
容
は
若
干

違

い
が
あ
る
が
、
外
県
巡
回
経

路
と
し

て
は
、
平
出
↓

小
河
内
↓

久
保
塩
ノ
井
↓

御
園

（
二
か
所
）
↓

伊

那
部
↓

夭

島
）
↓

真

木
↓

（
福

島
）
↓

孚

良
）
（
三
か
所
）↓

前
ふ
ち
↓

沢
底
と

い
う
順
序
に
な

っ
て

い
る
。
（
（

）

内
は
諏
訪
明
神
絵
詞
に
は

な

い
）
こ
の
巡
回

地
点
は
佐

補
、

美
和
、
且
良

の
三
郷

の

う
ち
に
入

っ
て

い

て
、

さ

き
の
郷
名

か
ら
み

た
諏
訪
郡

の
範
囲
と
一
致
し

て
お

り
、

小
沢
川

お
よ
び
三
峰
川
以
南

の
地
に

は
回

っ
て

い
な

い
。
こ
れ
も
諏
訪
郡
が

小
沢
川

お
よ
び
三
峰
川
以
北
で

あ
っ
た
と
考
え

る
有
力
な
根
拠
に
な
る
。

と
こ

ろ
が
、
諏
訪
明

神
絵
詞
縁
起
中
に
、
「
将
軍
坂
上
田
村
丸
延
暦
二
十
年
辛
巳

二
月
勅
を
奉
じ
玉

わ
り
て
追
討

の
為
山
道
を
へ
て
奥
州
に
下

向
・：
（
中
略
）
…

信
州

に
至
り
給
い
し
時
、
伊

那
郡

と
諏
訪
郡

と
の
境
に
大
田
切

と
云

う
所
に

て
、
先
一

騎
の
兵
客
参
会
す
…
…
」
と
あ
り
、

守
矢
文
書
「

神
長
官

諏
訪
郡
境
覚
」
に
も
、

こ
の
縁
起
中

の
伝
承
に

よ
っ
て
、
「
諏
訪
郡
の
境
方
々
相
違
に
つ
い
て

往
古
の

模

様
御
尋

ね
候
条
一

々
書
き
上
げ
進
上
候
、
伊
那
郡

の
境
大
田

切
に
候
、
疑

い
無
き

証
文
神
秘
絵
縁
起
の
内
よ
り
両

巻
罷
り
出
候
：
こ

と
し
て
、
郡

境
を
大
田

切
と
し

て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
諏
訪
大
明

神
絵
詞

諏
訪
縁
起
を
も
と
に
し

て
、
伊

那
郡

と

諏
訪
郡

の
郡
境

を
大
田
切
に
し

て
い
る
が
、
諏
訪
縁
起

は
、
諏
訪
明
神

の
由
緒

を

誇
張
す

る
た
め
の
神
話
的
伝
承
と
考
え
ら
れ
、
証
拠
と
し
て
は
採
用

し
難

い
面

か

お

る
。
し
た
が

っ
て
、
古
代
に
お
け
る
諏
訪
郡
と
伊

那
郡

の
境
は
三
峰
川
、

小
沢

川

の
線
と
考
え
る
の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
の
郡
境
に

つ
い
て
は
、
中
央
集
権

の
体
制
が
崩

れ
、
封
建
社
会
に
な
っ

工

象
族
が
各
地
に
領
上
を
持
ち
割
拠
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
律
令
制
社
会
の
行

政

区

画
は
、
実
際
の
政
治
経
済
の
区
域

と
合
わ
な
く
な
り
、
伊

那
郡
、

諏
訪
郡

の
郡

境
も
年
を
経
る
に
っ
れ
て
曖
昧

と
な
り
、

諏
訪
下
社

宝

徳

三

年
（
一
四
五
一
）
の

文
書
に
は
「
伊

那
郡
且

良
郷
」
と
あ
り
、
こ
の
と
き
手
良
郷
は
伊

那
郡

に
な
っ
て

お
り
、
伊

那
郡

は
し

だ
い
に
伊
那
盆
地
全
体
に
広
が

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

目
　

班
田
収
授
体
制

Ｔ
・
国
県

の
山
海
林
野
池
田
を
割
合
、
以

っ
て
己
が
財
と
為
し
、
争

い
戦
う
こ

と
已

ま
ず
、
或
は
数
万
頃

の
ｍ

を
兼
ね
併
せ
、
或
は
全
く
容
針
少
地
も
無
し
：
こ

と
あ

る
。
こ

れ
は
大
化
元

年
の
詔
の
一
部
で
あ
る
。

弥
生
時
代
は
族
長
癩
に
よ
る
土

地
管

掌
が
強
力

で
あ
っ
た
に

し
て
も
、
土
地

は

耕
作
農
民
ま
た
は
そ
の
共
同
体

の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
と
こ

ろ
が
、

大

和
政
権
の
有
力
氏
族
や

地
方

の
有
力

族
長
層

ら
に

よ
っ
て
部
民

が
設
定
さ

れ
、

屯
田
・
田
荘

が
増
加

す
る
に

つ
れ
て
土
地

の
収
奪

が
激
し

く
な
り
、
従
来
の
生
産

者

と
耕
地

の
旧
慣

が
破

ら
れ
、
右

の
詔

の
よ
う
に
有
力
者
は
数
万
頃
（
頃
－

当

時

の
土
地
の
単
位
＝
百
畝
）
の
土
地
を
持
ち
、
零

細
な
農
民

は
針

を
さ
す
程

の
土
地
も

な

い
と

い
う
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

祁
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そ
こ
で
、
大
化
二
年
の
改
新
の
詔
で
は
「
其
の
一
に
曰
く
、
昔
在
の
天
皇
等
の

立
て
た
ま
え
る
子
代
の
民
、
処
々
の
屯
倉
及
び
別
に
臣
・
連
・
伴
造
・
国
造
・
村

首
の
保
て
る
部
曲
の
民
、
処
々
の
田
荘
を
や
め
よ
、
但
り
て
食
封
を
大
夫
よ
り
以

上
に
賜
う
こ
と
差
有
ら
む
…
」
と
し
て
、
朝
廷
や
有
力
氏
族
の
持
っ
て
い
た
私
地

私
民
を
国
に
納
め
さ
せ
て
公
地
公
民
と
し
、
そ
の
代
償
と
し
て
食
封
と
禄
を
給
す

る
こ
と
に
し
、
さ
ら
に
、「
其
の
三
に
曰
く
、

初
め
二
戸
籍
計
帳
、

班
ｍ

収
授
の

法
を
造
れ
…
」
と
し
て
、
班
田
収
授
を
行
な
う
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。

こ
の
班
田
収
授
は
、
有
力
氏
族
ら
の
土
地
収
奪
に
抗
し
て
、
土
地
を
公
地
と
し

て
公
民
に
分
割
し
て
用
役
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
行
な
う
た
め
に
は
、

ま
ず
、
確
実
な
人
口
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
り
、
戸
籍
の
作
製
が
必
要
で
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
、
六
七
〇
年
（
天
智
天
皇
代
）
に
最
初
の
大
規
模
な
戸
籍
編
成
事

業
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
時
に
作
製
さ
れ
た
戸
籍
が
「
庚
午
年
籍
」
と
い
わ
れ
る

戸
籍
で
、
以
後
た
び
た
び
戸
籍
の
編
成
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

養
老
令
に
よ
る
と
、
国
郡
司
に
よ
っ
て
各
戸
主
の
提
出
し
た
戸
籍
を
基
に
し
て

六
年
ご
と
亘
戸
籍
を
作
り
、
三
通
の
う
ち
一
通
は
国
府
に
と
ど
め
、
二
通
は
中
央

政
府
の
中
務
・
民
部
両
省
に
保
管
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
戸
籍
に
基
づ
い
て
公
田
を
班
給
す
る
の
で
あ
る
が
、
養
老
令
（
七
一
八
）

の
田
令
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
班
給
す
る
定
め
で
あ
っ
た
。

六
歳
以
上
の
良
民
の
男
子
　
　
一
人
当
た
リ
ニ
反
歩

六
歳
以
上

の
奴

″
　
　
婢

女
子

μ

一

人

班
給
さ
れ
た
田
を
口
分
田
と
い

男
子
の
三
分

の
二

当

た
り
良
民
男
子

の
三
分

の
一

へ

ｊ

Ｖ

″
　
　
　

女
子
の
三
分
の
一

口
分
田

は
濯
漑
用
水

は
公
水
（
自
然
河
川

に
公
功
を
加
え
て
治
水
排
水
施
設
を
加
え
た
も
の
）
を
用

い
、

用
水

の
保
全
管
理
は
官

の
管
理
下
に
置

か
れ
て
い
た
。
他
人

へ
の
水
田

の
売
買
、
譲
渡

は
禁

じ
ら

れ
て

い

て
、
国
家
に

よ
る
土
地
公
有

と
い
う
形
で

あ
る
。

し
か
し
、

一
度
班
給

さ
れ
る
と
、
受
給
者

の
死
亡
、
出
家
得
度
、
逃
亡
除
帳
等

の
特
殊

の
場
合

（
こ
の
場
合
、
班
田
は
班
年
に
収
公
さ
れ
る
）
の
外
は
、
終
身
に

わ
た

っ
て
用

益
す
る
こ

と
が
で

き
た
。

ま

た
、

官

の
許
可

を
得
て
賃
租
（
小
作
に
出
す

こ
と
）
す
る
こ
と
も
で
き
、

班
給
を
受
け
た
田

主
に
田

主
権

が

生
ま
れ
る
な
ど
、

一
面

で
私
有
的

な
性
格

を
持

っ
て
い
た
。

宅
地

・
園
地
に

つ
い
て
は
、
田
令

の
園
地
条
に
「
迪

の
多
少
に
よ

っ
て
均
し
て

給
え
、
も
し
戸
絶
え
な
ば
公
に
還
せ
」
と
あ
る
が
、
班
給

の
規
準
に

つ
い
て
の
明

文
が
な

い
。
各
戸
に
宅
地
や
園
地
が
給
さ
れ
一
定
数

の
桑
、

漆
を
植

え

る

こ

と

工

戸
桑
三
百
根
漆
百
根

以

上
）
が
定

め
ら
れ
て
い
る
が
、

ど
の
程
度
実
行

さ
れ
た

か
明

ら
か
で
は
な

い
。
給

さ
れ
た
宅
地
や
園
地

は
絶
戸

の
ほ
か
は
収
公

さ
れ
る
こ

と
は
な
く
、
売
買
と
譲
渡

が
認
め
ら
れ

て

お

宍
　

完

全
な
私
有

迪
の
性
格

を
持

ち
、
ま
た
、
課
税

の
対
象
外

の
土

地
で
あ

っ
た
。

律
令
制
下

に
お
け
る

水
田

に

は
、

右

の
口
分
田

の
外
に

各
種

の
水
田

が
あ
っ

た
。
公
田

と
し
て

の
性
格
が
強

い
も

の
で

不

輸
租
田

（
免
租
田
）
に

は
、

神
社
寺

院
に
給
さ
れ
た
神
田

・
寺
田

、
主
要
道
に
設
置

さ
れ
た
駅
の
費
用

を
弁
ず
る
駅
田

・
官
田
・
勅
旨
田
・
左
右
馬

寮
田

・
健
児
田

等
が

あ

り
、

輸
迪
子
田

示

作
料
を

取
っ
て
耕
作
さ
せ
る
田
）
に

乗
田

（
口
分
田
に
班
給
し
た
余
り
の
田
）
・
出
家
得
度
田

等

か
お
り
、
私
的
性
格

の
強

い
も

の
と
し
て
は
、
輸
租
田

に
位
田

・
功
田

・
賜
田

・

墾
田
等
が
あ
り
、
不
輸
租
田
に
職
分
田
が
あ

っ
た
。

班
田
収
授
制
で
特
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
位
田
・
職

田
・
位
封
・

職

封

で

あ

る
。
改
新
政
治

の
実
行
に
当
た
り
、
旧
豪
族
等
に
土
地
と
隷
属
民

を
国

に
納
め
さ

せ
て
公
迪
公
民

の
制
と
し

た
が
、
そ

の
代
償
と
し
て
新
政
権
に
お
け
る
高
位
と
高

官

を
与
え
、
そ

れ
に
対

す
る
食
封
と
禄
が
与
え
ら

れ
た
。
こ

の
与
え
方
は
、
位
階

の
上
位

の
者
、
上
給
官
職
に

つ
い
た
も

の
へ
の
位
田
・
職
田
及

び
位
封
・
職
封
が

非
常
に
大

き
か
っ
た
。
例
え

ば
大
宝
令
で

は
正
一
位

の
人

の
位
田
は
八
〇
町
歩
、

位
封

は
三
〇
〇
戸

（
七
〇
六
年
に
六
〇
〇
戸
に
改
正
）
で
あ
り
、
ほ
か
に
季

禄

と

し

卵



第2 節　村 の古代

て
総

・
綿

・
鍬

等
の
現

物
支
給

が
あ
り
、

さ
ら
に

資
人
（
召
使
）
一
〇
〇

人

が

与

え
ら
れ
て
お
火

太
政
大
臣

の
官
職

に
つ
い
た
者
に

は
職
田
四
〇
町

歩
、
職
封
三

〇
〇
〇
戸
、

資
人
三
〇
〇

人
が
与

え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
私
的
性
格
を
持
ち
、

特
に
官
職

の
世
襲
化

傾
向
に
よ
っ
て
一
層

私

有
地
と
し
て
の
性
格
を
強
め
、

墾
田

と
共
に
荘
園
成
立
の
大

き
な
基
礎
に
な
っ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
有
位
者
や
官
人
等
は
多
く
の
奴
婢
を
抱
え

て

い
る
の
が
通
常
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
の
私
奴
婢
に
対
し
て
も
良
民

の
三
分
の
一

で
は
あ
る
が
口
分
田

が
班
給
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
口
分
田

は
不

輸
租
の
取
扱

い
を

受
け
、
調
庸

の
負
担
が
な

か
っ
た
の
で
奴
隷
所
有
者
に
対
し
優
遇
さ
れ
た
形

に
な

っ
て
お
り
、
む
し

ろ
賤
民
制
度
の
再
編
成
が
進
む
傾
向
さ
え
も

っ
て

い
た
と

い
え

る
。一

般
農
民
に
と

っ
て
は
、
班
田
制

の
実
施
に
よ

っ
て
一
応

の
生
活

の
基
礎
が
得

ら

れ
た
と
考
え
ら

れ
る
が
、
良
民

の
口
分
田

に
対
し
て
は
田

租
が

か
か
り
、
さ
ら

に
大
き
な
調
庸

の
負
担
が
あ

っ
て
、
班
田

の
耕
作

の
み
で
は
生
活
を
支
え
る
こ
と

は
困
難
で
あ

っ
た
と
思

わ
れ
る

。

公
ｍ

・
公
剰
田

・
位
田
・
職
田

等

の
賃
借

示

作
を
す
る
こ
と
、
小
作
料
は
収
獲
高
の
二
〇
％

）
を
し
、

ま

た
、
小
規
模
な
が
ら
山
野

を
開
墾
し
て
畑
作
物
を
作
り
、
さ
ら
に
、
山
林
原
野
河
川
等
に

つ
い
て
「
養
老
令

雑
令
」
に
「

山
川
藪

沢
の
利

、
公
私

こ
れ
を
共
に
せ

よ
」
と

あ
り
、
何
人
も
自
由
に

用
益
す

る
こ
と
、
が
で
き
た
の
で
、
大
切
な
食
糧
資
源

の
供
給
地
で
あ

っ
た
と
考

え

ら
れ
、
班
ｍ

農
民

は
そ

れ
ら
を
利
用

す
る
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
生
活
が
可

能
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。

次
に
、
班
田
収
授

の
基
礎

の
一

つ
と
し

て
条
里
制
と

い
う
土
地

の
区
画
整
理

が

行

な
わ
れ
た
。
そ

れ
は
、
土
地

を
六
町
（
三
（
○
歩
＝
約
六
三
四
ｍ
）
間
隔
に
縦
横
に

区
切

り
、
縦

を
北

か
ら
一
条
・

二
条
と
呼

び
横

を
東
又

は
西

か
ら
一
里
・

二
里

と

し
、
区
切

ら
れ
た
六
町
四
方

の
一
区
画

を
里

ま
た
は
坊

と
呼

ん
だ
。
里

は
さ
ら
に

各
辺
を
六
等
分
し
て
三

六
区
画

に
分
か
ち
、

そ
の
一
区
画

を
坪

と
よ
び
、

一
坪

の

面
積

を
一
町
歩
、

一
町
歩

を

Ｉ
〇
に
分
割
し
て

Ｉ
〇
反
と
す

る
の
で
あ

る
。

こ
の
条
里
制

は
全
国
的
に

広
め
ら
れ
た
が
、
低
平
な
地
域
に
多
く
、

が
っ
て

の

大
和
朝

廷
の
屯
倉
や
朝

廷
領

の
あ
っ
た
と
こ

ろ
や
国
府

の
所
在
地
周
辺
に
そ

の
遺

構

が
残
っ
て

い
る
。

上
伊
那
で

は
、
宮
田
北
部
、
表
木

の
河
原
に
そ

の
遺
構
と
思

わ
れ
る
も

の
が
あ

る
こ
と

が
報
告

さ
れ
て
お
り
、
手
良
（
郷
の
坪
・
中
坪
等
の
地
名
）
、
富
県
な

ど
に
若

干
形
跡

が
認

め
ら
れ
る
（『
上
伊
那
誌
歴
史
篇
』
）
よ
う
で

あ
る
。
箕
輪
遺
跡
付
近
も
条

里
制

が
施
行

さ
れ
た
か
も
知

れ
な
い
が
確
証

は
な
く
、
当
村
に

は
条
里
制
遺
構

は

発
見

さ
れ
て
い
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
班
田
収
授

は
区
画
整
理

の
行
な

わ
れ
な

い

ま
ま
で
実
施

さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。

匈
　

税
制
と
農
民
の
負
担

班
田

を
受

け
た
公
民

は
、
租

・
庸

・
調
・
雑
循

な
ど
各
種

の
負
担

が
義
務

づ
け

ら
れ
た
。
こ
れ
は
国
家
財

政
の
基
本

と
な
る
も
の
だ
け
に
、
改
新

の
詔
に

そ
れ
が

詳
細
に
示

さ
れ
て

い
た
。

１
　

租
（
た
ち
か
ら
）

租
は
「
だ
ち
か
ら
」
と

い
わ
れ
、
時
代
に

よ
っ
て
若
干
表
現

が
異

な
っ
て

い
る

が
、

そ
の
税
の
高
さ
は
次
の
よ
う
で
あ

っ
た
。

時
　

期

面
　

積

収
穫
さ
れ
　

且
　

泣日
　
　（
貧

宍

る
稲
の
量
　
ｆ
　

乖
　
　

換

算
量
　

）

高

麗
尺
六
尺
平

大
化
の
屯
倉
例
　
　

百
代

（
づ

を
歩
と
し
五

）
　
　

一
〇
〇

家
　

三
家
　
　

（
六
升

○
九
　
）

歩
が
一
代

大
里
（
四
七
）
高

言

Ｏ
長

纏

具

恕

七
二
束

二
束
二
把
（
四
升
四
六
六
）

白
雄
三
二（

五
三
　

ま
皿

○
歩

同゙

右
゛

五
〇

束
　

一
束

五
把
（
三
升

○
四
五
）

言

三（
七
〇
六
）

言

♀

（
詣

顛

作
）
五
〇
束
　
一
束
五
把
（
三
升
○
四
五
）

延
喜
式

冗

○
四
）
　一
八

○
歩
（
同
右
）
上
田一
　
五
〇
束
Ｊ

4Z
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中
田
　

四
〇
束
一

戸

謳

一
束

五
把
（
三
升
○
四
五
）

注
―
　
高
麗
尺
一
尺
は
和
銅
大
尺
（
今
の
曲
尺
）
の

丁

二
尺
に
当
た
り
従
っ
工

局
麗
尺
六
尺
平
方

＝
一
歩
は
今
の
Ｉ
、
四
四
坪
に
当
た
る
。

２
　
一
束
当
た
り
籾
量
一
斗
米
量
は
五
升
と
計
算
し
て
お
り
一
升
は
現
在
の
四
合
○

六
に

当

た

当

時

の
一

反

（
三
六
〇
歩
）
当

た
り

の
収

量

が

、

ほ

ぼ

現

在

の
升

目

で

一

石

で

あ

っ
た

か

ら

、

そ

の
う

ち

か

ら

三

升

ほ

ど

の

租

は

率

で

三
％

強

で

あ

り

、

し

か

も

こ

の

租

率

は

ず

っ
と

変

更

な

く

、

そ

れ

ほ

ど

重

い
税

で

は

な

か

っ
た

。

租

稲

は

そ

れ

ぞ

れ

の
国

の

倉

庫

に

納

め

ら

れ
、

天

平

一

七

年

（
七
四
五
）

よ

り

は
、

そ

れ

を
正

税

、

公

聯

稲
、

雑

稲

の

三

種

に

分

け

ら

れ

た

。
正

税

は

さ

ら
に

こ

れ

を
動

用

・
不

動

用

・
嗇

米

に

分

け
、

動

用

は
出

挙

用

に

ま

わ

し

て

そ

の
利

息

を

費

用

に

当

て
、

不

動

用

は
永

く

そ

の
国

に

貯

え

て
水

旱

荒

凶

に

備

え

、

春

米

は
京

に

輸

送

し

た

。
公

聯

稲

は
国

郡

官

衛

及

び
官

司

の
用

に

当

て
、

雑

稲

は
社

寺

・
池

溝

・
俘

囚

等

の
諸

費

用

に

当

て
ら

れ

た
よ

う

で

、

信

濃

国

の
租

稲

額

は

次

の
よ

う

で

あ

っ

た
。

種
　

類
　
　
　
　
　

弘
仁
式
　
　
　
　
　

延
喜
主
税
式
　

同

上
現
在
升
目

（
八
二
〇
年
こ
ろ
）
　（
九
二
七
年
）

正
税

田
租

公
常
稲

雑
　
稲

計

三
〇
万
乗

三
〇
万

来

八
万
乗

六
八
万
乗

三

五
万

束

三
五
万
乗

二

二
万
五
千
重

九
二
万
五
千
乗

（
米

七

、

一
〇

五
石

）

（
米

七

、

一
〇

五
石

）

心ら

四
五

六
七
・
五
石
）

一
八
、

七
七
七
・
五
石
）

２
　
　

調

（
み
つ

ぎ
）

大

化

の
改

新

の
詔

で

は
田

の
調

と

、

戸

毎

の
調

の
制

が

あ

っ

た

。

田
調
＝
田

一
町

に
絹

な
ら
ば
一
丈
（
広
さ
二
尺

半
）
、
絶
（
悪
絹
、
粗
製
絹
）
　な

ら

二
丈

（
広
さ
二
尺
半
）
、
布

（
麻
苧

な
ど
の
布
）
な
ら
四
丈

（
広
さ
二
尺
半
）
、
郷
土

の
出

せ
る
所
に
従
え
。

戸
調
＝
一
戸
、
賞
布
（
細
い
麻
糸
の
布
）
　一
丈
二
尺

調

の
副
物

（
付
加
税

の
よ
う
な
も

の
）
塩
と
贅

（
神
饌
物
）
郷
土

の
出
せ

る
所
に
従
え
。

し

か

し
、

大

宝

令
、

養

老

令

の
賦

役

令

で

は
、

頷

は
男

子

の
人
頭

税

に
改

正

さ

れ

た

。
課

口

は
、

正

丁

（
ニ

ー
～

六
〇

歳
）

次
丁

（
六
一
～
六
五
歳
）

少

丁

ま

た

は

中

男

（
一
七
二

一
〇
歳
）
に

分

け

、

正
丁

一

人

の
負

担

額

は

次

の

と

お

り

で
、

次

丁

は

そ

の

二

分

の

二

中

男

は
四

分

の

一
と

さ

れ

た

。

正
調

＝
絹
（
八
尺
五
寸
）
　

糸
（
八
両
）
　

綿

（
　
）
布

（
二
丈
六
尺
）

雑
物

＝
螺

三

二
斤
）
・
魚

楚
割
（
五
十
斤
）
・
沢
蒜

（
一
石
二
斗
）
・
鳴
蒜

二

石
二
斗
）・

煮
塩
年
魚

（
四
斗
）
等
、
以
上
正
調
雑
物

の
う
ち
郷
土

の
出
せ

る
所
に
従

い
何
れ
か

一
種

。
（
郷
土

で
貢

進
し
た
と
思

わ
れ
る
品

の
み
掲
げ

た
）

調
副
物

＝
紫
（
三
両
）
・
茜
（
三
両
）
・
黄
連

（
二
斤
）
・
熟
麻

（
十
両
十
六
珠
）
・
黄
菊

（
七

斤
）
・
木
賊
ｙ
矢

両
）
・
胡
麻
油

（
七
勺
）
・
麻
子
油

（
七
勺
）
・
荏
油

（
一
合
）
・
猪

油

三

合
）
・
脳

二

合
五
勺
）
・
漆

（
三
勺
）
・
山
葺

（
一
升
）
・

橡

（
八
升
）
・
紙

（
長
二
尺
、
巾
一
尺
）
・
誼
柳

（
一
把
）
・
薦

（
七
千
一
張
）
・
苫

（
七
丁
一
張
）
・
鹿

角

二

頭
）
・
鳥
羽

（
一
隻
）
・
砥

二

穎
）
・
簑

（
二
丁

一
張

）

（
郷
土
で
貢
進
し
た
と
思
わ
れ
る
品

の
み
掲
げ
た
）
　
　（
以
上
『
市
村

庶
人
全

集
』
よ
り
）

頷

け

、

庸

と

共

に

中

央

政

府

の

費
用

に
当

て

ら

れ

た

も

の

で
、

毎
年

八
月

中

旬

か

ら

始

め

て
、

信

濃
国

は

京

ま

で

の

日

数

が

二

一

日

を

要

す

る

中

国

（
中
距
離

の

国
）

で

あ

る

の

で
、

一

一

月
末

ま

で

に
京

の
大

蔵

省
に

納

入

す

る

こ
と

に

定

め

ら

れ

て

い

た

。

こ

の

輸
送

は
諸

国

か

ら
貢

調
使

に

よ

っ

て
送

ら

れ

た
が

、

そ

の
費

用

は
民

衆

の
負

担

で

あ

っ

た

。

３
　
　

庸

（
ち
か
ら
し
ろ
）

庸

の
本

来

の
姿

は
、

一
年

に

Ｉ
〇

日

の
労

役

（
歳
役
と

い
う
）

の
負

担

で

あ

る

が

、

こ

の
代

わ
り

に

布

な

ど
を

納

め

る
こ

と

が

多

く

な

っ
た

。

大
化

の
改
新
詔
二

戸
毎
に
庸
布
一
丈
五
尺
、
庸
米
五
斗
。

銘
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大
宝
令
：
主

丁

庸
布
二
丈
六
尺
、
次
丁

一
丈
三
尺
。
中

男
と
畿
内
百

姓
は
免
除

さ
れ
た
。

養
老
元
年

（
七
一

七
）
：
主

丁
庸
布
一
丈
四
尺
、
二
丁

を
以

っ
て
反

と
し
、
三
丁

を
以

っ

て
端
と
し
た
。

調
と
同
様
一
一
月
三
〇
日
ま
で
に
中
央
政
府
に
納
め

る
こ
と
に
な

っ
て
お
り
、
運
脚

夫
は

庸
を
出
す
戸
に
負
担
さ
せ
ら
れ
た
。

４
　

雑
　
　
　

径

帷

沓

は
、

改

新

の
詔

で

は
な

く

浄

御

原

令

以

後

の
創

始

と

い

わ
れ

て

い
る

。

養

老

の
賦

役

令

に

「
凡

そ
令

条

外

の
雑

沓

は
人

毎

に

均

し

く
使

え

、

徳

べ

て

六
十

日

を
過

ぎ

る

こ

と

を
得

ざ

れ
」

と

あ

り
、

賦

課

の
対

象

は
成

年

男

子

と

考

え

ら

れ

て

帷

幄

は
国

・
郡

等
地

方

に

お

け

る
池

塘

・
倉

庫

の
修

築

、

道

路

橋

梁

の
修

理

等

の
労

役

に

従

う

も

の

で
、

国

司

・
郡

司

の
指

揮

下

に

入

っ

て
労

役

に

服

す

る
が

、

日
数

は
年

六
〇

日

を
限

度

と
し

た

。
と

こ

ろ

が
、

令

条

外

の
帷

沓

と

あ

る
と

こ

ろ

か

ら
、

令

条

内

の
帷

沓

は
別

で

あ

る

と
し

て

六
〇

日

を
超

え

て
雑

節

に

狩

り
出

さ

れ

る
例

が

あ

り
、

中

に

は
国

司

等

の
私

的

な
労

役

に

服

せ

ら

れ

る
こ

と

も

稀

で
な

か

っ

た

。

こ

の

た

め
、

七

五

七
年

に

は
帷

沓

日

数

を
半

減

し

た

。

こ

れ

は
間

も

な

く
旧

に

も

ど

り
、

七

九

五
年

に

再

び
半

減

、

八
三

三

年

に

は
、

令

条

内

外

を
問

わ

ず
帷

沓

日
数

は

六
〇

日
以

内

と
し

、

そ

の

後
雑

沓

日

数

を
三

〇

日

、

二

〇

日

と

漸

減

し
、

不

足
分

は
雇

役

で
賄

う
方

針

を

立

て

て

い

る

。

そ

れ
に

し

て
も

、

国

司

に

よ

る
勝

手

な

帷

沓

の
使

役

は

後

を
絶

た

ず
、

公

民

に

と

っ

て

は
大

き
な

負

担

で

あ

っ

た

。

５
　

そ

の

他

の

負

担

軍
団

衛

士
　

兵

役

は
大

宝
令

で

は
成

年

男

子

四

人

に

つ
き

一
人

、

養

老

令

の
軍

防
令

で

は

三

人
に

っ

き

Ｉ
人

の
割

で

三
年

間

徴

兵

さ

れ
、

隣

接

数

郡

の
兵

を
以

て

軍

団

（
一
〇
〇
〇
人
）

を
編

成

す

る

こ
と

に

な

っ

て

い

る

。

信

濃

の

軍

団

は
筑

摩

に

あ

っ

た

こ

と
に

な

っ

て

い

る

が
細

部

は
不

明

で

あ

る

。

兵
士
は
常
に
兵
舎
に
居
る
必
要
は
な
く
、
全
員
を
Ｉ
〇
班
に
分
け

Ｉ
〇
日
ず
つ

交
替
で
上
番
し
、
武
事
の
練
習
、
倉
庫
、
城
涅
の
守
備
修
理
等
に
当
た
る
。
非
番

の
と
き
は
家
に
帰
っ
て
家
業
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
定
め
で
あ
り
、
ま
た
、

雑
節
は
免
除
さ
れ
た
。

し
か
し
、
服
役
期
間
の
う
ち
、
一
年
は
京
に
上
り
衛
士
と
な
っ
て
守
護
の
任
に

当
た
り
、
ま
た
、
東
国
の
兵
士
か
ら
防
人
が
選
ば
れ
、
九
州
太
宰
府
に
派
遣

さ

れ
、
西
海
要
地
の
守
備
に

つ
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
防
人
は
三
か
年
で
他
と
交

代
す
る
定
め
で
あ

っ
た
が
、
衛
士
も
防
人
も
交
替
が
円

滑
に
は
行
な
わ
れ
ず
、
衛

士
で
京
に
数
年
も
留
ま
り
、
防
人
で
は
九
州
に
住
み
付
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
人

も
少
な
く
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
途
中
で
死

に
絶
え
る
人
も
あ
り
、
苦
し
く
悲

し

い
勤

め
で
あ

っ
た

。
左
に
防
人
の
歌
を
か
か
げ
て
そ
れ
を
し
の
ぶ
こ
と
と
し
よ

か
ら
衣
裾
に
と
り
つ
き
泣
く
子
ら
を

お
貪
て
ぞ
来
ぬ
や
母
な
し
に
し
て
。

国
造
小
県
郡
他
田
舎
人
大
島

『
万
葉
集
二
十
巻
』

し

か
し
、
兵
制
も
し

だ
い
に
崩
れ
、
七
九
二
年
に
健
児
制
が
設
け
ら
れ
、
辺
境

要
地

の
防
衛
は
当
土

の
兵
士
に
委
ね
ら
れ
、
軍
団

兵
士
の
徴
兵
も
行

な
わ
れ
な
く

な

っ
た

。

匈
　

農
村
の
生
活

農
民
は
、
口
分
田
に
よ
る
稲
作
を
中
心
と
し
た
生
活
を
し
て
い
た
も
の
と
思

わ

れ
る
が
、
そ

の
状
態
は
ど
う
で
あ

っ
た
ろ
う
か
。

鉄
製
農
具
は
し
だ

い
に
普
及
は
し
て

い
た
が
、
ま
だ
鉄
鉱
や
鉄
材
は
朝
廷
の
支

配
下
に
あ
り
、
当
時
は
官
位
を
持

っ
た
人
に
対
す
る
給
与
の
一
部
と
し
て
鉄
鍬
が

支
給

さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
を
み
る
と
、
依
然
と
し
て
貴
重
品
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

し

て
い
る
。
支
配
階
級
に
よ

る
直
接
経
営

の
農
地
や
、
復
役
労
働
、
官
の
行
な
う

四
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鉄　 製　 鎌

(大芝束遺跡１号住居跡出土)

図1-31

土
木
事
業
等
に
は
充
分
な
鉄
製
用
具
が
使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
一
般
農
民

は
木
製
農
具
が
普
通
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
鉄
製
の
鍬
一
丁
が
米
三
升
ヱ
父

換
さ
れ
て
お
り
、
有
力
な
農
民
に
は
鉄
鍬
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
困
難

で
は
な
か
っ
た
。
一
部
に
お
い
て
は
牛
馬
の
利
用
も
行
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。

稲
作
技
術
で
は
、
直
播
方
式
か
ら
苗
代
に
播
種
し
て
本
田
へ
移
植
す
る
方
式
が

し
だ
い
に
増
加
し
た
。
早
稲
、
中
稲
、
晩
稲
と
い
う
品
種
の
分
化
が
進
み
、
気
候

の
寒
い
地
方
や
、
用
水
の
不
足
し
勝
ち
な
所
な
ど
で
は
苗
代
１
本
田
移
植
方
式
が

か
な
り
広
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
伴
っ
て
本
田
施
肥
と
し
て
の
刈
敷
の

施
用
も
可
能
と
な
り
、
定
植
後
の
管
理
と
し
て
の
除
草
、
稗
抜
き
な
ど
も
行
な
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
稗
抜
き
は
歌
に
も
読
ま
れ
て
い
る
例
が
あ

る
。
稔
り
の
季
節
に
な
る
と
鳥
獣
の
害
を
防
ぐ
た
め
見
張
り
を
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
が
、
当
時
は
引
板
と
称
す
る
鳴
子
を
鳴
ら
し
て
、
鳥
や
猪
を
追
い
払
っ
た
。

収
穫
は
鉄
鎌
を
使
っ
て
い
る
。
南
高
根
お
よ
び
大
芝
東
遺
跡
の
住
居
跡
か
ら
刀
子

と
共
に
鉄
鎌
が
出
土
し
て
お
り
、
一
般
に
普
及
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
鎌
に
よ

る
収
穫
は
根
刈
り
と
穂
首
刈
り
が
あ
る
。
ど
ち
ら
に
す
る
か
に
よ
っ
て
そ
の
後
の

作
業
が
異
な
っ
て
く
る
。
根
刈
り
な
ら
ば
藁
は
俵
を
作
っ
た
り
敷
藁
と
し
て
利
用

で
き
る
が
、
後
に
脱
穀
と
脱
秤
の
二
度
の
手
間

が
か
か
る
。
穂
刈

り
な
ら
ば
、

そ

の
ま
ま
木
臼
に
入
れ
て
立
杵
で
春
く
と
一
回
で
玄
米
に
な
る
。

当
時
田

租
は
籾
で
収
納
し
、
俵
に
詰
め
る
の
は

五
斗

（
現
量
二
斗
強
）
詰

め

で

あ
っ
た
。
出
挙
な
ど
は
種
用

と
す
る
点
も
あ
り
穎
稲
（
穂
首
刈
り
の
ま
ま
の
籾
）

を

用

い
て

い
た
よ
う
で
、
根
刈

り
、
穂
首
刈
り

の
両
方
が
行
な

わ
れ
た
よ
う
で
あ
る

。

農
民

は
口
分
田

の
耕
作
だ
け
で
は
生
活
が
困

難
で
、
田

を
借

り
て
耕
作

す
る
賃

租
が
盛
ん
に
行

な
わ
れ
た
。
口
分
田

は
家
の
近
く
に
班
給

さ
れ
る
の
が
原
則

で
あ

っ
た
が
、
実
際
に
は
か
な
り
遠
く
離

れ
た
所
に
班
給
さ
れ
る
場
合

も
稀
で
は
な
か

っ
た
。
遠

く
て
も
一
か
所
に
ま
と
ま
っ
て
班
給
さ
れ
れ
ば
、
田
舎
や
仮

盧
な
ど
に

住
ま
っ
て
耕
作
す
る
こ
と
も
で
き
た
が
、
分
散

し
て
班
給

さ
れ
た
湯
合

は
外

の
農

民
に

賃
租
（
小
作
）
に
出

す
よ
り
仕
方

が
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
形
で

の

賃
租

も
あ
っ
た
が
、

一
般
に

は
公
田
・
乗
田
・
位
田
・
職
田
、

あ
る
い
は
郡
司
職
田
等

多

く
の
賃

租
に
出

す
水
田
（
地
子
田
）
が
あ
っ
て
、

こ
れ
ら
の
田

を

農
民

は
賃
租

し

た
の
で
あ
る
。
迪
子
（
小
作
料
）
は
普
通
収
穫
高

の
二
割
で
、
遠
方

の

田
主

に

対
し

て
は
調
庸

と
同
様
に
布

な
ど
で
代
納
し

て
い
た
よ
う
で

あ
る
。

畑

は
、
従
来

か
ら
持

っ
て
い
た
所

は
班
田
制

の
下
で
、
そ

の
ま
ま
班
給
さ

れ
た

形

で
私
有

迪
と
し

て
利
用

が
で

き
、

さ
ら
に
、
時
間
を
み

つ
け
て
は
開
墾
し
て
畑

を
ぶ
や
し

た
。
し

か
し
、
始

め
の
う
ち
畑
作

は
あ
ま
り
積
極
的
で
は
な

か
っ
た
。

養

老
元
年
（
七
一
言

、
百
姓

が
水
稲
耕
作
に

ば
か
り
向

か
っ
て
陸
田

の

利
を
知
ら

な
い
、
成
年
男
子
一
人
当

た
り
畑
二
反

を
開
墾
し
、
麦
と
粟
を
植
え
さ
せ

る
よ
う

国
司
に
命

じ
、

ま
た
、

七
二
二
年
に

は
晩
稲
、
蕎
麦
、
大
麦
、
小
麦

の
作
付
け
を

命

じ
て
い
る
。
田
令
に

お
い
て
は
桑
、
漆
等

の
植
付
け
を
義
務
づ
け
て

い
る
が
、

ど
の
程
度
行

な
わ
れ
た
か
わ
か
ら
な

い
。
し

か
し
、

当
地

は
水
田
適
地

が

少

な

く
、
畑
作
農
耕

が
か
な
り
活
発
に
行
な

わ
れ
た
も

の
と
思

わ
れ
る

。

大

宝
令
に
義
倉

の
定

め
が
あ
り
、
粟

を
主
と
し
て
貯
穀
す
る
こ
と
に
な

っ
て

い

卯
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る
。
上

立
戸
で
は
粟
二
石
、
以
下
戸

の
等
級
に
応
じ

粟

夭

豆
、
小
豆
、
籾
の
代
物

も
認
め
ら
れ
る
）
を
、
附
加
税

の
よ
う
な
形

で
拠
出

す
る
こ
と
に
な

っ

て

お

り
、

か
な
り
の
畑

作
が
行

な
わ
れ
た
こ
と
を
考
え
さ
せ
、
繊

維
作
物
に

つ

い
て
は
麻
、

苧
、

桑
等
が
作
ら
れ
て
い
る
が
、

調
庸
、
交
易

雑
物
あ
る

い
は

迪
子
作

物

と

し

て
、
信

濃
国

か
ら
は
絹
、

総
は
少
な
く
、

ほ
と
ん
ど
が
布
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
桑

は
少
な
く
、

麻
、
苧
等
の
栽
培
が
多
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

農
民

の
負
担
に
つ

い
て
は
先

に
述
べ
た
が
、
調
庸
が
非

常
に
重
税
で
あ

っ
た
。

調
庸
は
男
子
に
の
み
課
さ
れ
る
も
の
で
、

運
搬
に
便
利

な
布
な
ど
で
納
め
て

い
る

が
、
そ
れ
を
用

意
す
る
の
は
主
と
し
て
女

の
役
目
で
あ

っ
た
と
思

わ
れ
る
。
男
は

農
事
の
合
間

は
、
池
溝
今
橋

の
築
造
と
修
理
、
そ
の
外
雑
多
な
労
役
に
狩
り
出
さ

れ
（
雑
径
）
て
し
ま
う
の
で
、
土

製
の
紡
鐘
車
を
吊
し
て
糸
を
紡
ぎ
、
そ
れ

を

機

に

か
け
て
布
に
織

る
の
は
女

の
仕

事
で
あ
る
。

正
丁

一
人
で
調
に
二
丈
六
尺

（
幅

二
尺
四
寸
）
、
庸

に
一
丈
四
尺
、
合

わ
せ
て
四

丈
の
布
と
な
り
、
当
時

の
政
府
は
こ

れ
を
織

る
の
に
三
〇

日
の
日
数
が
必
要

で
あ
る
と
計

算
し
て
い
る
。
も
し
、

一
戸

に
正
丁

二
人
、

次
丁

一
人
が
あ
り
調
庸
を
布
で
納
め
る
と
す
れ
ば

Ｉ
〇

丈
の
布
が

必
要

に
な
り
そ
れ
を
織

る
延
べ
日
数
は
七
五
日
と
な
る
。
こ
の
ほ
か
に
麻

を
栽
培

し
麻
に
仕
上

げ
る
日
数
ま
で
考
え
る
と
、

そ
の
税

の
重
さ
が
理
解

さ
れ
よ
う
。
さ

ら
に
、

こ
の
調
庸
貢

進
物
の
京
へ
の
運
搬
は
、
交

通
不

便
な
当
時

に
と
っ
て
は
極

め
て
難
儀
な
仕

事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
和
銅
五
年

（
七
一
二
）
の
詔

に
。

「
諸
国

の
役
民

郷
に
帰
る
日
、

食
糧
絶
え
乏
し
く
、
多

く
道
路
に
饉
え
て
溝
聚
に

転
填
す
る
こ
と
其
類
少
な
か
ら
ず
、
国
司

等
宜
し
て
勤

め
て
撫
養
を
加

え
、
量

り

て
賑
愉
す
べ
し
、
如
し
死

す
る
者
有
ら
ば
且
く
埋
葬
を
加

え
、
其

の
姓
名

を
録

し

て
本
属
に
報
せ
よ
」
（
「
続
口
本
紀
」）
と
あ
る
。
如

何
に
悲

惨
な
状
態

で
あ

っ

た
か

が

わ
か
る
。

こ

の
ほ
か
、
正
丁

一
人
六
〇
日
の
雑
幄
の
服
役
、
兵
役
の
義
務
は
さ
ら
に
大
き

な
負
担
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
、
農
民
を
苦
し
め
た
も
の
に
出
挙
が
あ
る
。
出
挙

と

い
う
の
は
、
正
税

の
一
部
や
公
寫
稲
（
国
有
の
費
用
に
当
て
る
田
租
）
な

ど

を
、

春
先
農
民
に
貸
し
与
え
、
秋

の
収
穫
時
に
五
割
の
利

息
を

つ
け
て
返
さ
せ
る
制
度

で
、
本
来

は
貧
し

い
農
民
に
、
春
先
農
耕
に
先
立
ち
種
籾
や
不

足
す
る
食
糧
を
貸

せ

る
救
済
手
段
で

あ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
国
管

の
費
用

な

ど
は
そ
の
利

稲

だ
け
で

賄

い
、
余

り
は
国
司

ら
の
収
入
と
な
り
、
五
割

の
利
息
は
国
家
財
政
に
と

っ
て
も

極

め
て
魅
力

あ
る
も

の
で

あ
っ
た
た
め
、
国
司
に
出
挙
額
を
割
り
当
て
る
な

ど
、

農
民
に
出
挙
稲

の
借

り
受
け

を
強
制
し
、
大
き
な
農
民
収
奪

の
方
法
に
変

わ
っ
た

の
で

あ
る
。

次
に
、
当
時

の
農
民

の
生
活

を
村
内

の
遺
跡

の
面

か
ら
見
よ
う

。
村
内
に
は
、

律
令
制
社
会
に
当

た
る
平
安
時
代

の
遺
物

の
出
土
地
点
が
十
数

か
所
発
見
さ
れ
て

い
る
。
ま
だ
ぼ
か
に
も
遺
跡
が
発
見
さ

れ
る
可

能
性
が
多

い
が
、
こ

れ
ら
の
遺
物

の
中
心

は
土
器
及

び
陶
器
で

あ
る
。
こ

の
時
代
は
、
前
時
代
に
引

続
き
土
師
器
及

び
須
恵
器
が
使

わ
れ
て

い
る
が
、
別
に
新

た
な
灰
軸
陶
器
と
称
さ
れ
る
陶
器
が
出

図1-32　 神子柴遺跡出土灰粕陶器
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図1-33　 平安時代の住居跡（ 南高根遺跡１号住居跡）

土
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
須
恵
器
に
も
高
温
で
焼
か
れ
た
も
の
に
は
、
窯
内

で
灰
が
ぶ
り
か
か
り
、
そ
れ
が
融
剤
と
し
て
素
地
中
の
長
石
や
石
英
が
融
け
て
自

然
粕
が
生
じ
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
灰
軸
陶
器
は
意
識
し
て
灰
を
か
け
、
あ
る

い
は
灰
と
泥
を
か
け
て
焼
成
し
た
も
の
で
、
硬
質
に
な
り
表
面
が
密
で
あ
犬

灰

色
ま
た
は
灰
青
色
で
素
朴
で
あ
る
が
、
土
師
器
や
須
恵
器
に
比
し
一
段
と
進
歩
し

た
も
の
で
あ
る
。
勿
論
専
門
的
な
工
人
に
よ
っ
て
特
定
な
場
所
で
製
作
さ
れ
た
も

の
を
、
交
易
に
よ
っ
て
移
入
し
て
使
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

農
民
の
住
居
に
つ
い
て
み
る
と
、
南
高
根
、
大
芝
東
、
天
伯
、
神
子
紫
の
各
遺

跡
か
ら
、
平
安
時
代
の
住
居
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
神
子
紫
遺
跡
の
住
居
跡
は

か
ま
ど
跡
だ
け
が
判
明
し
て
い
る
の
み
で
全
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
南
高
根
、
大

芝
東
の
住
居
跡
は
一
辺
四
～
五
ｍ
の
方
形
プ
ラ
ン
で
、
深
さ
Ｉ
〇
～
二
〇
四
の
竪

穴
が
作
ら
れ
て
い
る
。
天
伯
遺
跡
の
土
師
器
と
須
恵
器
を
伴
っ
て
出
土
し
た
住
居

跡
は
六
・
ご
了

六
・
四
ｍ
の
方
形
プ
ラ
ン
の
竪
穴
で
あ
っ
た
。
柱
穴
は
何
れ
も
四

か
所

で

掘

立

柱

四

本

を

立

て

て

屋

根

を

葺

い
た

も

の

と

考

え

ら

れ

て

い
る

。
屋

根

い
お
　
　
　
　
5
2

の
形

状

は
不

明

で

あ

る

が

、

山

上

憶

良

の

貧

窮
問

答
に

、

農
民

の
家

を
伏

盧

の
曲

盧

と

表

現

し

て

あ

り

、

古

墳

時
代

と

余

り
変

わ

っ
て

は

い
な

か

っ
た

も

の

と
想

像

さ

れ

る

。

一

辺

の
壁

の
中

央
付

近

に
石

組

粘
土

式

の

煙

道

を
持

つ
た

か

ま

ど

が
作

ら

れ

て

い
る

。

古

墳

時
代

の
石

組

粘
正

式

の

か

ま

ど

と

ほ

ぼ
同

じ
様

式

を
と

っ

て

い

る

。

床

は
正

の

た

た

き

で
、

藁

な

ど

を

敷

い
て
寝

た
も

の

と
思

わ

れ

る

。

た

だ
し

、

屋

根

は

地

面

ま

で

延

ば

さ

ず
、

萱

や
木

の
皮

等

で

壁

を
作

り
、

採

光

の

た

め

の
窓

も

あ

っ
た

こ

と

も

考

え

ら

れ
、

ま

た
、

地

方

で
も

小
豪

族

や

有

力

農

民

の
中

に

は
地

上

式

で
板

床

張

り

の
住

居

も
存

在

し

た

と
考

え

ら

れ

る
が

、

一
般

農

民

は
、

多

少

の

進

歩

は
認

め

ら

れ

る

が
極

め

て
粗

末

な
竪

穴
住

居

で

あ

っ

た

。
既

に

七
世

紀

に

は
、

飛

鳥

寺
、

四
天

王

寺

、

法

隆
寺

等

の
大

伽

藍

が

建

造

さ

れ
、

八

世

紀

中

葉

に

は

東
大

寺

や

各
国

ご

と
に

国

分

寺

が
造

ら

れ

て

い

る
こ

と

を

考

え

る
と

き

、

そ

れ

図1-34　 平安時代かまど跡例（村外―上伊那 郷土館蔵）
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よ

リ

ニ

上

二
世

紀

後

の

農

民

の

一

般

住

居

が

、

ま

だ

極

め

て

粗

末

な

竪

穴

住

居

で

あ

っ

た
こ

と

は
、

支

配

階

級

の
権

力

と

富

の
大

き

さ

、

農

民

階

級

の
力

の

弱

さ

貧

し

さ

と

の
問

に

、

計

り

知

れ
な

い
距

り

が

あ

っ

た
こ

と

に

驚

か

さ

れ

る

の

で

あ

る

。い

か
に

、

当

時

の
支

配

階

級

の
収

奪

が

は
げ

し

く

、

農

民

が

貧

し

か

っ

た
か

を

知

る
う

え

で

、

有

名

な

山

上

憶

良

の

「
貧

窮

問

答

歌

」

か

お

る
。

そ

の
一

部

を

掲

げ

て

お

こ

う

。

・：
天
地

は
広
し
と

い
え

ど
吾
が

た
め
は
狭
く
や
な
り

ぬ
る
、
日
月
は
明
か
し
と
い
え
ど

吾
が

た
め
は
照

り
や

た
ま
わ
ぬ
、
人
み

な
か
吾

の
み
や
し
か

る
。

わ
く
ら
げ
に
人
と
は
あ

る
を
人

な
み
に
吾
も

な
れ
る
を
、
綿
も
な
き
布
肩
衣

の
海
松

の
ご
と
、

わ
わ
け
さ
が
れ

る

檻
襖

の
み
、
肩

に
う
ち
か
け
伏
盧
の
曲
盧
の
内

に
直
土
に
藁
解
き
敷

き
て
、
父
母
は
枕

の

方
に
、
妻
子

ど
も

は
足

の
方
に
囲
み

い
て
憂

い
さ

ま
よ

い
、
か
ま
ど
に
は
け
ぶ
り
ふ
き
立

て

ず
、
こ
し
き
に
は
蜘
蛛

の
巣

か
き
て
、
飯
炊
ぐ
こ
と
も
忘
れ
て
、

ぬ
え
ど
り
の
の
ど
よ

び

お
る
に

い
と

の
き
て
、
短
か
き
も

の
を
端
切

る
と
云
え
る
が
ご
と
く
、
し
も
と
取

る
里

長
が
声
は
寝
屋
処
ま
で
来
立
ち
呼
ば
い
ぬ
、
か
く
ば
か
り
術
な
き
も
の
か
世
の
中
の
道
。

（
『
万
葉
集
』
）

律
令
体
制
に
お
け
る
苛
酷
な
収
奪
に
抗
し
て
、
そ
の
課
役
を
の
が
れ
る
た
め
長

民
は
浮
浪
者
と
な
り
、
あ
る

い
は
逃
亡
し
て
有
力
貴
族
や
社
寺
な
ど
の
「
庄
」
な

ど
に
生
活

の
よ
す
か
を
求

め
る
も
の
が
多
か

っ
た
。
霊
亀
元

年
（
七
一
五
）
、
政
府

は
早
く
も
、「
天
下

の
百
姓
多
く
本
貫
に
背
き
他
郷
に
流
宕
し
課
役
を
規
（
忌
）
避

す
、
其

の
浮
浪
逗
留
し
て
三
月
以

上
を
経
た
者
は
即

ち
土
断
（
着
）

し
て
、
調
庸

を

輸
せ
し

む
る
こ
と
当
国
に
随
え
」
と
し
て
、
調
庸
を
課
す
る
準
公
民
と
し
て
捕

捉
し
よ
う
と
努

め
て

い
る
が
、
や
が
て
、
こ
れ
が
荘
園
不

入
権
獲
得
へ
の
誘
因

と

な

っ
て

い
る
。
ま

た
、
延
喜
時
代
（
一
〇
世
紀
初
）
の
戸

籍
で
は
、

逃

亡

者

が

多

い
ば

か
り
で
な
く
、
女
や
子
供
ば
か
り
が
多

い
戸
籍
が
目
に
つ
く
と
い
わ
れ
て
お

り
、
ま
た
、
出
挙
の
返
済
は
、
そ
の
借
り
主
が
死

亡
し
た
場

合
に
は
返
済

を
免
れ

る
制
度
に

な
っ
て
い
た
た
め
に
、
出
挙

の
借
主
名
儀
の
者
に
年
寄
が
多

い
と
も

い

わ
れ
て
お
り
、
農
民

の
抵
抗

の
姿
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

班
田
農
民

の
間
に

は
最
初

か
ら
階
層
が
あ

っ
た

わ
け
で
あ
る
が
律
令
制
に
よ
る

収
奪

は
階
層
分
解

を
一
層
進

め
、
少
数

の
富
裕

の
農
民
と
多
数
の
零

落
農
民
を
生

じ
さ
せ
、
富
裕

な
農
民

は
墾
田
法

を
よ
り

ど
こ

ろ
と
し
て
口
分
田
以

外
の
耕
地
を

占
有
し
、
零
落
し

た
農
民

の
労
働
力

を
収
奪
す
る
と

い
う
、
長
村
内
部
の
収
奪
も

進
ん
で

き
て
お
り
、
次

の
時
代

へ
の
動
き
が
し

だ
い
に
強
く
な

っ
て

い
た
よ
う
で

あ
る
。㈹

　
交

通
制
度
の
発

達
（
東
山
道
）

せ
き
そ
こ
　
う
か
み
　
　さ
き
も
り
　
は
ゆ
ま

大
化

の
改
新

の
詔
に
「
…
関
塞
・
斥
候
・
防
人
・
駅
馬
・
伝
馬

を
置

き
、
及

び

鈴
契

を
造

る
」
と

あ
り
、
諸
道
に
う
ま
や
（
駅
屋
）
を
設
け
て
駅
ご
と
に
駅
馬

を
置

き
、
郡
家
に
伝
馬

を
置
き
、
官
命
に
よ

っ
て
旅
行
す
る
も
の
は
認
許
の
印

と
し
て

鈴

を
渡

す
こ
と
を
定

め
て

い
る
。
こ
の
駅
馬

伝
馬

の
制
が
実
際
に
使
用

さ
れ
た
の

は
大

宝
令
以

後
の
よ
う
で

あ
る
。

東
山
道
は
「
あ
づ
ま
の

な
か
の
や
ま
み
ち
」
と
云

わ
れ
、
近
江

の
国

か
ら
美
濃

・
飛
騨
・
信
濃
・
上
野
・
下

野
を
経
て
、
陸
奥
・
出
羽
に

至
る
道
で
、
延
喜
式
に

よ

る
と
主
要
官
道
を
大
路
、
中
路
、
小
路
に
分
け
て
い
る
が
、
東

山
道

は
東
海
道

と
共
に
中
路
に
数
え
ら
れ
て

い
る
。

東
山
道
中
、
伊

那
郡
か
ら
信
濃
国

府
に
至
る
開
に
は
次
の
よ
う
な

駅

が

置

か

れ
、
駅
馬
が
準
備
さ
れ
て

い
た
。

坂
木
（
美
濃
中
津
ｊ
）
上
限
高

絲

胆

〒

育
亘
証

言

－
賢
参

騰
雌
伊
丁

（
駅

馬

三

〇

疋

）

（
三

〇

疋

）

二

〇
疋
）

宮
田
言

榔
見

ふ
且

証
言
ぎ
田
下
覚
玉

撚

ド
丁
国
府

二

〇
疋
）

（
一
〇
疋
）
　
　
　
　
二

〇
疋
）
　
　
　
　（
一
〇
疋
）

駅
は
三
〇

里
（
約
一
六
㎞
）
ご
と
に
作
ら
れ
、
人
馬

の
継
立
、
宿
と
食
を
供

給
す
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村 の生い立ち第 １章

る
所
で
、

そ
こ
に

は
駅
戸

が
付
属

し
、
駅
戸

は
駅
子

を
出
し

た
。
駅
子

は
交
通
労

務
者

で
一
駅

コ

ーニ

ェ
〇
人

で
、
庸

を
免
除

さ
れ
た
。
駅
馬

は
中
路
で

は
一
駅
一

〇
匹

で
、

特
殊

な
駅
に

は
三
〇
匹

が
置

か
れ
た
。
さ
ら
に
、
駅
に

は
駅
田

が
中
路

で
一
駅

三
町

歩
ほ
ど
が
給

さ
れ
、

そ
れ
を
駅
戸

が
耕
作
し
、

そ
の
利
稲

で
駅

の
費

用

を
賄
う
仕
組
み

で
あ
っ
た
。

伝
馬

は
各
郡
家

（
郡
庁
）

に

お
か
れ
、
各
郡
家
五
匹
で

あ
っ
た
。
官

の
使

い
で

駅

を
利
用

す
る
人

を
駅
使
と

い
い
、
駅
使
に

は
そ

の
印
と
し

て
駅
鈴
が
渡

さ
れ
、

そ
れ
を
示
し

て
駅
制

を
利
用
し

た
が
、
一
般

の
私
人

の
旅
行

は
駅
家
や
駅
馬

を
利

用

す
る
こ

と
は
で

き
な

か
っ
た
。
し

か
し
、
官
道

の
往
来

は
自
由
で

あ
っ
て
、
調

庸
物

の
運
脚
夫
、
兵
士

の
中

の
衛
士
や
防
人

の
往
来
、
商
用
や
訴
訟
用
件
等
往
来

は
か
な
り
多

か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
信
濃

よ
り
京

ま
で

の
所
要
日
数

は
政
府

の
計

算
で

は
、
上

り
は
調
庸
等

の
貢
物

を
持

っ
て
い
る
の
で
二
一
日
、
下
り

は
空
身
で

あ
る
か
ら

Ｉ
〇
日
で

あ
る
と
し

て
い
る
。

行
路

の
途
中
で
行
き
倒

れ
る
者
も
多

く
、
旅
人

の
難
儀
を
や

わ
ら
げ

る
た
め
、

道
端
に
果
物

の
な

る
木

を
植
え
、
一
里
塚
や
掘
井
を
作

る
こ
と
も
行
な

わ
れ
た
よ

う
で
あ

る
。

さ
て
、
本
村
内
も
こ

の
官
道
で
あ
る
東
山
道
が
通

っ
て

い
た

わ
け
で
あ
る
が
、

ど
こ
を
通

っ
て

い
た

か
証
拠
と
な
る
も

の
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
正
確
な
道
筋
は
よ

く

わ
か
ら
な

い
・

神
子
柴
遺
跡
に
は
平
安
時
代
の
住
居
跡
一
戸
が
確
認
さ
れ
、
他

に
数
戸
存
在
し

た
報
告
が
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
遺
跡
付
近
を
東
山
道
が
通

っ
た
の

で
は
な

い
か
（
「
発
掘
報
告
書
」
）
と
さ
れ
て

い
る
が
推
測
の
域
を
出
て

い
な

い
し
、

北
の
深
沢
駅
に

つ
い
て
も
諸
説
が
あ

っ
て
ま
だ
定
説
が
な

い
が
、
今
ま
で
下

古
ｍ

付
近
が
有
力
視
さ
れ
て
お
り
、
『
上
伊
那
誌
歴
史
篇
』
も
こ

の
説
を
と
っ
て

い

る

が
、
近
年
、
柴
登
巳
夫
は
、
大
出
地
区
の
地
名
調
査
の
結
果
と
、
中
道
・
堂
地
遺

跡
の
発
掘
調
査
結
果
に
基
づ

い
て
、
東
山
道
の
深

沢
駅
の
地
と
し
て
は
、
現

大
出

地
籍
段
丘
上
を
中
心
と
し
た
一
帯
が
最
も
条
件
が
整
っ
た
所
で
あ

る
（「
伊
那
路
」

第
二

七
巻
筈

二
号
）
と
し

て

お

り
、

傾

聴

に

値

す

る
説

と

思

わ

れ

る

。

律

令

制

下

で

は
東

山

道

も
東

海

道

も

共

に

京

か
ら

蝦

夷

地

へ

の
通

路

で

あ

っ

て
、

陸

奥

・
出

羽

、

初

期

に

は
武

蔵

も

東

山

道

に

属

し

て

い

た

こ
と

か
ら

、

東

山

道

の
方

が
主

要

街

道

と

み

ら

れ

て

い

た

よ
う

で

あ
り

、

東

海

道

が

東

山

道

を

し

の

ぐ

よ

う
に

な

っ

た

の

は
征

夷

の
重

要

性

が

減

じ

た
平

安

中

期

以

降

で

あ

る

と

い

わ

れ

て

い

る

。

し

た
が

っ
て

、

平

安

時

代

初

頭

、

坂

上

田

村

麻

呂

が

蝦

夷

征

討

の
た

め

に

東

北

に

向

か

っ

た
道

は
東

山

道

で

あ

っ

た
と

考

え

ら

れ
る

。

神

子
柴

部

落

百

方

、

春

日

街

道

沿

い
に

御

射

山

社

跡

を

示

す

石

碑

が

建

て

ら

れ

て

お

り

、

そ

の
彿

陰

に

次

の

よ
う

に

あ

る

。

御
射
山
社
華
表
之
礎
焉
に
在
り
、
原
大
同
四
己
丑

の
歳
坂
上
田

村
丸

願
口

勅
征
し
て

本
社
を
建

つ
、
後
四
百
五
十
一
年
を
経
文
応
五
年
庚
申
年
再

造
す
・：
以
下

略

お

そ

ら

く

、

坂

上

田

村

麻
呂

が

東

征

の
途

次

、

こ

こ

を

通

っ
た

と

き

、
建

御
名

方

の
狩

の
地

と

さ

れ

る

ゆ

か

り

の
地

に

、

勅

願

に

よ

っ
て

御

射

山

神
社

を

創

建

さ

れ

た
も

の
と

思

わ
れ

、

平

安

時
代

を

通

じ

て

、

道
行

く

人

に
御

射

山
社

が

望

ま

れ

た

と

思

わ

れ
る

。

こ

の
よ

う

な

駅

制

も
平

安
中

期

ご

ろ

ま

で

は

よ

く
栄

え

た

が
、

そ

の

後

は
駅

制

利

用

者

の
増

加

に

よ

る

駅

戸

の
過

重

負

担

と

な

り

、
国

郡

司

の

維

持
管

理

の

怠
慢

も

あ

っ
て

し

だ

い
に

衰

微

し

た

。

三
　

荘

園

制

の

成

立

発

展

と

武

士

の

発

生

Ｈ
　

律

令

制

の

変

容

政

府

は

養

老

七

年

（
七
二
三
）
「

頃

者
百

姓

漸

く

多

く

し

て
田

地
窄

狭

な

り
、

望

み

請

う

ら

く

は
天

下

に

勧

め
課

せ

て
田

躊

を
開

闘

か

し

め

ん
、

其

の

新

た
に

溝

池

を

造

り

開

墾

を

営

む

者
有

ら

ば
、

多

少

を
限

ら

ず
給

し

て

三

世
に

伝

へ

し

め

ん
、

若

し
旧

溝
池

を
逐

は

ば
其

の

一
身

に

給

わ

ん

。
」（『

続
口
本
紀
』
）
と

い
う

三

世

一

身
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の
法

を
公

布
し
た
。
し
か
し
、

こ
の
開

墾
奨
励

政
策
は
あ
ま
り
効
果

が

あ

が

ら

ず
、
天
平

一
五
年
（
七
四
三
）
に

墾
田
永

世
私
財
法

が
公

布
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
三

世
一
身

の
法

で
は
期
限

が
く
る
と
開

墾
し
た
土

地
が
公

地
と
な
り
田

租
を
徴

収
さ

れ
る
よ
う
に

な
る
の
で
、

農
民

が
怠
け
水
田

が
再

び
荒
地
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
、

あ
ま
り
効
果

が
上

ら
な
い
と
い
う
の
で
、
今

後
は
三

世
一
身

を
論
ぜ
す
、
永

世
私

財

と
し
て
認
め
よ
う
と
い
う
開
墾
奨
励
策
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
口
分
田

の
不
足

を
緩
和
す
る
目

的
か
ら
は
ず
れ
た
も
の
で
あ
り
、
土

地
国

（
公
）

有

の
原
則
を

根

底

か
ら
突

き
崩

す
も
の
で
あ
っ
て
、
律
令
体

制
を
大

き
く
変
容

さ
せ
る
基
に

な
っ

た
。班

田
制

は
六
年

ご
と
に
戸

籍
を
作
り
、
死
亡

し
た
者
、

六
歳
以
上
に

な
っ
た
者

な
ど
に
対

し
て
口
分
田

の
収
授

を
行

な
う
定

め
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
班
田

の

不
足
と
事
務
の
繁
雑
さ
な
ど
か
ら
、
延
暦
二
〇
年
（
八
〇
一
）
に
は
、
畿
内
の
班

田

を

コ

一
年

一
班
に
変
更

し
、
元

慶

五
年
（
八
八
一
）
に

も
畿
内

の
班
田
収
授
か

行

な
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
規
定

ど
お
り

の
班
給
で

は
な
く
、
男
に

は
一
人

一

反
一

八
〇
歩
、
女
に

は
班
給

な
し
と

い
う
状
態
に
な

っ
て
し

ま
い
、
こ

れ
を
最

後

に
班
給

は
全
く
行
な

わ
れ
な

く
な

っ
て
し

ま
っ
た
。
地
方
に

つ
い
て
は
多

く
国
司

の
処
理
に
任
さ

れ
る
よ
う
に
な

っ
て

い
た
が
、
班
給
は
ほ
と
ん

ど
行
な

わ
れ
な

か

っ
た
と

考
え

ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に

班
田

収
授
か

行
な

わ
れ
な
く
な

っ
て
く
る

と
、
そ

れ
ま
で
に
班
給
さ

れ
た
公
田
は
世
襲
的
用
益
地
に
な

っ
て
し
ま
う
。

戸
籍

の
編
成
も
、
農
民

の
浮
浪
逃
亡
が
慢
性
化
し
、
班
田

制
の
緩
み
と
共
に
し

だ
い
に
す

た
れ
、
延
喜

の
年
代
（
九
〇
一
二

ご
二
）
に
至

っ
て
も
戸
籍
は
作
ら
れ
た

が
、
記
載
内
容
に
虚
偽
が
多
く
、
戸
籍
と
し
て
の
実
態
が
全
く
失

わ
れ
て
し
ま

っ

た
と

い
わ
れ
て

い
る

。

こ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
か
ら
、
上
層
貴
族
は
政
府
の
給

与
の
み
で
は
不

安
を

感
じ
て
他
の
収
益
確
保
に
狂
奔
し
、
荘
園
の
設
置

や
そ
の
獲
得
の
方
向
へ
と
向
か

っ
た
。
中
級
の
貴
族
は
諧
官
管
の
縮
小
、
給
付

の
不

安
定
に
対
処
す

る

た

め

に

「
田
舎
稼

ぎ
」

と
称

さ
れ
た
国
街
赴
任

の
道
を
選

び
、
地
方
に
赴
任
し
て
か
ら
は

自
己

の
利
益
追
求
に
明
け
暮

れ
し
、

が
っ
て

の
政
府
自

か
ら
が
国
郡
司
を
通
じ
て

農
業

を
指
導
奨
励

す
る
と

い
う
好

ま
し

い
姿
は
な
く
な
り
、
出
先
機
関
は
徴
税
吏

に
化
し

た
ば
か
り

か
、
営
田

の
経
営
、
不
当
な
雑
径

の
駆
使
な

ど
荒
稼
ぎ

の
場
と

な
り
、
律
令
体
制

の
本
質

は
完
全
に
空
洞
化
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る

。

§
　

荘
園
の
成

立
と
発
展

大
化

の
改
新

の
際
も
、
寺
社

の
所
有
し
て

い
た
土
地
は
そ
の
ま
ま
寺
ｍ

・
神
田

と
し

て
、
収
公

さ
れ
る
こ
と
な

く
引
続
き
所
有
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
屯
倉
や
田

荘
も
収
公

さ
れ
ず
私
有

の
ま
ま
残
さ
れ
て

い
て
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
位
田

、
位
封

等
と
し
て
給

さ
れ
た
所
が
多

い
と

い
わ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
、
土
地
公
有
制
と

矛
盾
す
る
も

の
を
多
く
持

っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
荘
園
と
し
て
変
容
す
る
素
地
を

持

っ
て

い
た
。

さ
ら
に
、
荘
園
の
成
立
発
展
を
促
し
た
も
の
は
政
府
の
墾
田

政
策
で
あ
っ
た
。

特
に
墾
田

永
世
私
財
法
が
、
位
階
等
に
よ
る
制
限
は
あ
っ
た
が
、
荘
園
成

立
へ
の

本
流
を
作

っ
た
。

１
　

荘
園
制
の
概
要

寺
社
や
中

央
貴
族
、
あ
る
い
は
地
方

豪
族
な
ど
に

よ
っ
て
、

八
世
紀

後
半

か
ら

積

極
的
に
開

墾
が
進
め
ら
れ
、

ま
た
、

皇
室
自
身

も
勅
旨
田

の
名
に

お
い
て
墾
田

を
大

量
に
確
保
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
墾
田

を
造

る
に
当

た
っ
て
は
、
そ
こ
に
事

務
所
や

収
穫

物
を
貯

蔵
す
る
建
物

な
ど
を
建

て
た
。
こ

れ
ら
の
建
物
は
荘
所
あ
る

い
は
荘
家

な
ど
と
呼

ば
れ
、
荘
所
、
荘
家
と
墾
田
と
結

び
つ
い
た
も

の
を
荘
園
と

呼

ぶ
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
墾
田

を
中
心
と
し

た
荘
園
が
自
墾
地
系
荘
園

と
呼

ば
れ
、
初
期
荘
園

の
姿
で

あ
っ
た
。

こ

れ
ら
の
墾
田

の
開
墾
や
耕
作
に
従
事
し
た
の
は
主
と
し
て
、
そ
の
周

辺
に

い

た
班
田
農
民
で
あ

っ
て
、
彼
等
は
口
分
田

の
耕
作
だ
け
で
は
充
分
で
な

い
の
で
、

積
極
的
に
開
墾
や
開
墾
地
の
耕
作

（
賃
借
）

を
引

き
受

け
た
。
こ
の
賃
借

し
た
人
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を
寄
作
人
と
称
し
、
後
の
公
田
の
荘
園
化
へ
の
道
を
開
く
糸
口
に
な
っ
て
い
る
。

ほ
か
に
寺
社
や
貴
族
の
所
有
し
た
奴
卑
や
、
浮
浪
逃
亡
を
し
た
口
分
田
百
姓
（
公

民
）
も
開
墾
に
従
い
荘
民
と
し
て
そ
こ
に
土
着
し
た
も
の
が
多
く
し
だ
い
に
荘
園

の
主
要
な
労
働
力
と
な
っ
た
。

荘
園
の
開
発
者
で
あ
る
荘
園
領
主
は
、
荘
園
を
管
理
す
る
た
め
に
現
地
に
荘
官

を
お
い
た
。
荘
官
に
は
中
央
貴
族
や
寺
社
か
ら
現
地
に
派
遣
さ
れ
た
も
の
と
、
在

地
の
豪
族
の
中
か
ら
任
命
さ
れ
た
か
の
が
あ
る
が
、
時
代
が
下
る
に
っ
れ
て
後
者

の
荘
官
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

寺
田
、
神
田
等
を
基
盤
と
し
た
自
墾
地
系
荘
園
は
、
ｍ
租
を
凭
せ
ら
れ
る
不
輸

租
田
と
な
っ
た
が
、
一
般
の
墾
田
は
田
租
を
納
め
る
義
務
を
負
う
輸
租
田
と
な
っ

た
。
そ
こ
で
、
中
央
の
貴
族
な
ど
は
い
ろ
い
ろ
の
口
実
を
も
う
け
、
政
府
内
の
地

位
や
権
力
を
利
用
し
て
免
租
の
権
利
を
獲
得
す
る
こ
と
に
努
め
た
。
こ
の
不
輸
租

の
申
請
を
し
て
政
府
が
こ
れ
を
認
め
れ
ば
、
太
政
官
あ
る
い
は
民
部
省
か
ら
官
省

符
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
の
荘
園
を
官
省
符
荘
と
呼
ん
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
地
方
豪

族
な
ど
は
、
国
司
と
結
託
し
て
国
司
か
ら
の
免
租
の
証
を
と
り
っ
け
た
。
こ
れ
を

国
免
荘
と
呼
ん
で
い
る
。
不
輸
の
特
権
を
持
っ
た
荘
園
は
徴
税
の
た
め
の
検
田
使

や
徴
税
使
の
人
荘
を
拒
否
で
き
る
わ
け
で
あ
る
が
、
不
輸
権
を
持
っ
た
後
に
開
墾

し
て
田
が
で
き
れ
ば
、
不
輸
租
の
荘
園
内
で
も
そ
れ
は
輸
租
田
と
な
る
わ
け
で
あ

り
、
ま
た
、
荘
園
整
理
が
強
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
特
権
を
無
視
し
て
検
田
使

が
入
荘
す
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
荘
園
領
主
は
、
荘
園
内
に
検

田
使
な
ど
の
国
使
の
立
ち
入
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
特
権
を
求
め
て
画
策
し
、
中

央
有
力
貴
族
や
有
力
寺
社
等
は
、
そ
の
政
治
的
地
位
や
神
仏
の
権
威
を
利
用
し
て

し
だ
い
に
不
入
の
特
権
を
認
め
さ
せ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
不
入
権
は
初
め
検

田
使
等
の
不
入
を
意
味
し
た
が
、
そ
の
意
味
が
し
だ
い
に
拡
大
さ
れ
て
政
府
の
警

察
権
ま
で
拒
否
す
る
権
利
に
発
展
し
、
遂
に
不
輸
不
入
権
は
、
国
家
の
徴
税
権
お

よ
び
警
察
権
か
ら
独
立
し
た
存
在
に
な
る
こ
と
と
な
り
、
荘
園
領
主
に
よ
る
土
地

と
荘
民

の
全
面
的
な
支
配

体
制
を
確
立
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。

一
〇
世
紀
初
頭
、
最
初
の
荘
園
整
理
が
行

な
わ
れ
た
が
、

こ
の
こ
ろ
か
ら
中
下

級
貴
族
は
自
己

の
荘
園
を
国

街
の
攻
撃
か
ら
守
り
、
さ
ら
に
は
不

輸
不

入
の
権
利

を
得

る
こ
と

を
考
え
、
有
力
寺
社
や
貴
族
に
荘
園
を
寄
進
し
た
。
自
か
ら
は
荘
官

と
し

て
荘
園

の
事
実
上

の
支
配
権
を
留
保
し
な
が
ら
、
荘
園
か
ら
上
が
る
収
益
の

一
部

を
差
し
出

す
こ
と
に

よ
っ
て
有
力
寺
社
や
貴
族
を
領
主
と
仰
ぎ
、
そ
の
保
護

を
受
け

よ
う
と
す
る
の
で

あ
る
。
こ

の
よ
う
な
荘
園
を
寄
進
地
系
荘
園
と
呼
ん
で

い
る
。
院
政
時
代
（
一
〇
八
六
士

に
入

る
と
、
在
地
領
主
層

の
寄
進
が
多
く
な

っ

て
く
る
。
こ
の
場
合
中
央
有
力
貴
族
と

の
関
係

を
持

だ
な

い
在
地
領
主
層
は
、
受

領

（
国
司
）

層
に
こ

れ
を
寄

進
し
、
寄
進

を
受
け

て
領
家
と
な

っ
た
受
領
層
は
ざ

ら
に
院
や
有
力
貴

族
に
寄

進
し
て
そ
れ
を
本
家
と
仰
ぐ
こ
と
に
な
り
、
本
家
－

領

家
１

預

所
・
下

司

（
荘
官
）

と

い
う
重
層
構
造
が
盛
ん
に
生
ま
れ
て
き
た

の

で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
荘
園

は
し
だ
い
に

全
国
に

広
ま
り
、
荘
園
制
が
し

だ

い
に
支
配

的
な
制
度

に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
荘
園

の
動

き
は
社

会
の
展
開

の
中

心
に
据
え

ら
れ
一
五
～
一
六
世

紀
ご
ろ
ま
で
存
続
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
中
に
発
生
し

た
武
士
階
級

の

動
き
に
よ
っ
て
荘
園

は
し
だ
い
に
変
質

し
、
特
に
南
北
朝

の
対

立
、

全
国
的
内
乱

の
過
程
に
お

い
て
土
地
の
一
円

支
配

が
進
み
、
守
護
領
国
制

の
成

立
に

よ
っ
て
大

き
な
転
換
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

２
　

郷
土
に
お
け
る
荘
園

荘
園
は
畿
内
地
方
に
早
く
成
立
し
、
し
だ
い
に
全
国

に
広
ま
っ
て
い
る
が
、
平

安
時
代
末
期
に
な
る
と
伊

那
地
方
に
も
多
く
の
荘
園
が
成
立
し
て
い

る
。
『
信

濃

勤
皇
史
放
』
（
信
濃
教
育
会
）

に
よ
っ
て
伊

那
郡
お
よ
び
諏
訪
郡

の
荘
園

を
表
示

す

る
と
次

の
よ
う
で
あ
る
。

本
村
は
、
次
表
の
荘
園
の
う
ち
蕗
原
庄
に
含
ま
れ
て
お
り
、
古
代
末

か
ら
中

世

に

か
け
て
そ
の
領
主
、
荘
官
の
支
配
下

に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
内
容
に

つ
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諏 訪 那　　　　 伊
Tｿ

○

八 諏
条 訪
院 南
領 宮

上
下
社

○　　　 ○
上 伴 八尊 伊

酉 野 条勝 賀
院 庄 院寺 良
御　 御領 庄
頷　　 領

皇

室

御

領

○　　 ○　　○
妙 伊 鶴 江 諏 黒

香 賀 岡 儀 訪 河

院 庄 八 遠 上 内
領　 幡 山　｀ ．

・　 領 庄 下 藤
南　　　 社 沢
禅　　　　　 領

寺
領

社

寺

領

小 赤 名　 ○　 ○
出 須 子 近 蕗 近 郡

二
郷 郷 衛 原 衛 戸

吉 の の 家 庄 家 庄
郷 内 内 頌　 頌
春 春 春

近 近 近
領 領 頌

諸

家

領

○ ○ ○
塩 大 岡

塩 谷
原 牧

諏

訪
下
社
領

○ ○ Ｏ Ｏ

立
平 宮 笠

野 井 所 原
且　　 御

諏　 諏 牧

訪
同 訪

下 右 上

社　　 社
領　　 領

左
馬崔

曼

○ ○
甲八殿宮 田火 中 大

斐
乙島田島島 沢 河

沼女 郷郷郷郷 郷 原
郷郷　　　　　　 鹿

御中飯片　　 塩
福園越島 桐

知 郷郷郷郷
郷

本

家
領

家
未

詳

注

・
春
近
領
は
国
費
領
と
考
え
ら
れ
る
が
『
信
濃
勤
皇
史
孜
』
に
従

っ
て
こ
こ
に
入

れ
て

お
く

い
て
は
次
章
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

本
村
近
く
の
荘
園
や
牧
等
に
つ
い
て
み
る
と
、
前
掲
の
表
の
う
ち
黒
河
内
藤
沢

は
、
上
伊
那
東
部
の
入
野
谷
地
方
と
藤
沢
洞
で
あ
っ
て
、
『
吾
妻
鏡
』
文

治
二
年

の
「
…
乃
貢
未
済
の
庄
々
注
文
：
こ

の
中
に
、
庄
号
は
な
い
が
調
査
し
た
と
こ
ろ

新
た
に
諏
訪
上
下
社
領
と
し
て
国
管
の
進
止
に
従
わ
な
い
所
で
あ
る
と
あ
り
、
社

寺
領
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
諏
訪
社
が
下
地
を
管
掌
し
た
も
の
で
、

本
所
は
諏
訪
南
宮
上
下
社
領
と
同
様
八
条
院
領
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。

名
子
・
赤
須
・
小
出
二
吉
郷
等
が
春
近
領
と
な
っ
て
い
る
が
、
春
近
領
と
い
わ

れ
る
の
は
南
北
信
に
ま
た
が
り
、
多
く
の
郷
村
に
散
在
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
美

濃
国
々
越
前
の
国
等
に
も
あ
り
、
そ
の
性
格
に
つ
い
て
諸
説
が
あ
っ
て
一
致
し
て

い
な
い
。
そ
れ
は
、
春
近
領
は
皇
室
御
領
で
あ
る
と
す
る
も
の
、
国
管
領
す
な
わ

ち
、
公
田
で
あ
る
と
す
る
も
の
、
春
近
と
い
う
人
の
所
領
（
荘
園
）
で
あ
る
と
す

る
も
の
な
ど
で
あ
る
。
近
年
小
林
計
一
郎
は
、
国
司
検
注
等
の
資
料
に
基
づ
い
て

春
近
領
は
国
管
領
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
春
近
領
は
国
管
領
で
あ
る
と
す
る
説
が

有

力

で

あ

る

。

牧

に

つ

い
て

は
、

文

明

朝

の
大

宝

元

年

（
七
〇

こ

に

厩

牧

令

が

制

定

さ

れ

、

諸

国

に

牧

地

を

定

め

て

牛

馬

の
放

牧

を

す

る

こ

と

を

定

め

て

お

り

、

奈

良

時
代

か

ら

牧

が

っ

く

ら

れ

た

こ

と

が

わ

か

る

が

、
信

濃
国

で

は

「

延

喜

式

」

元

○
二
二

石

）

に

牧

が

あ

ら

わ
れ

て

く

る

。

延
喜

式

の
牧

の

種
類

に

は
御

牧

・
諸

国

牧

・

近

都
牧

の

三

種

が

あ

り
、

御

牧

と

い
う

の

は

、

左
右

馬

寮

の
直

轄

で
甲

斐

・
信

濃

・
武

蔵

・
上

野

の
四

か
国

に

お

か

れ

た

。
信

濃

の
牧

は

全
部

御

牧

で

し

か

も

左
馬

寮

管

轄

に

な

っ

て

お

り
、

次

の

一

六
牧

が

殷

殷

さ

れ

た

。

山
鹿
牧

・
塩
原
牧

・
岡

屋
牧
・
宮
処
牧
・
植
原
牧
・
大
野
牧
・
平
井
且
牧
・
笠
原
牧
・

高
井
牧

・
新

治
牧
・
大

室
牧
・
猪
鹿
牧
・
萩
倉
牧
・
塩
野
牧
・
長
倉
牧
・
望
月
牧

延

喜

式

で

は

こ

の
信

濃

コ
（

牧

で

、

年

々
貢

馬

八
〇

匹

を

貢

進

す

る
こ

と

を

定

め

て

お

り
、

そ

の

う

ち
望

月

牧

（
南
佐
久
郡
南
牧
村
）
で

二

〇

匹

、

他

の

一
五

牧

で

六
〇

匹

と

な

っ

て

い

る

。
望

月

牧

は
信

濃

の
代

表

的

な

牧

で

あ

る
ぽ

か

り

で

な

く
、

日

本

で

も

鏝

大

な

牧

で

あ

っ

た

。
前

掲

の

『
吾

妻

鏡

』

の
文

治

二

年

の
条

に

5Z



第 １章　村の生い立ち

は

信

濃

国

の
牧

を

二

八

牧

あ

げ

て

い
る

。

延

喜

式

の
牧

の

う

ち

三
牧

が

消

え
、

新

た

に

一

五

牧

が
加

わ

っ
た
形

に

な

っ
て

い
る

が

、

お

そ

ら

く
平

安
時

代

末

期

の
武

士

の
勃

興

に

よ

っ
て

馬

に

対

す

る

需

要

が

急

増

し

た

こ

と

に

よ

る

も

の
と

考

え

ら

れ

る

。

延

喜

式

お

よ

び
吾

妻

鏡

に

記

さ

れ

た
牧

の
う

ち

、

こ

の
付

近

に

あ

る

牧

は

次

の

よ

う

で

あ

る

。

笠
原
牧
（
伊
那
市
美
篤
笠
原
１

六
道
原
付
近
）

宮
所
牧

（
辰
野
町
北
部
宮
所
付
近
）

山
鹿
牧

（
諏
訪
郡
八
ヶ
岳
西
麓
付
近
）

萩
倉
牧

（
下
諏
訪
萩
倉
付
近
）

平
井
且
牧
（
辰
野
町
平

出
付
近
）
　
　
　
　
　

以
上
延
喜
式
に
記
載

の
牧

辰
野
牧

（
辰
野
町
）

小
野
牧

（
辰
野
町
小
野
か
ら
塩
尻
市
筑
摩
地
付
近
）
　
以

上
二
牧
吾
妻
鏡
に
記
載
さ
れ

た
増
加
分

「
延
喜
式
」

の
制
で

は
、
信
濃
に
二
人
、
甲
斐
・
上
野
に
各
一
人

の
牧
監
、
武

蔵
に

は
別
当

を
お
い
て
管
理

さ
せ
、
延
暦

二
（

年
に

は
信
濃

の
牧
監
に
公
麻
田
六

町
歩

を
与
え

た
記
録
か

お
り
、

左
馬
寮
水
田

は
国
内

全
部
で
二
四

七
町
歩
余

の
う

ち
信
濃
国
に
一

八
四
町
歩
が
設
け
ら

れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
こ

れ
ら
は
明

ら
か

に
国
折
領
で

あ
る
こ
と
が
理
解

さ
れ
る
。
と
こ

ろ
が
、
笠
原
牧

は
万
寿
四
年

二

〇
二
七
）
に
関
白
藤
原
頼
通

が
遣
し

た
笠
原
牧
使

の
殺
害
事
件

が
起

き
、
そ

の

時

殺
害

さ
れ
た
牧
使

の
護
衛
役

の
兵
士

の
処
分
に

つ
い
て
記
し

た
文

の
中
に
「
関
白

笠
原
牧
使
殺
害
事
」
、
「
宣
旨
信
濃
に
給

う
可

き
事
」
な

ど
の
語
句

が
あ
り
、
笠
原

牧

が
藤
原
頼
通

の
所
管
で

あ
っ
た
こ

と
を
推
量

さ
せ
、
藤
原
氏

が
全
国

い
た
る
と

こ
ろ
に
荘
園

を
所
有
し

、

官
牧
も

ま
た
藤
原
氏

の
領
有
と
な

っ
た
（
『
信
濃
勤
皇
史

孜
』
）
と
さ
れ
て
い
る
。

宮
所
・
平
井
且

・
岡
谷

の
諸
牧
に

つ
い
て
は
、
治

承
四
年

二

一
八
〇
）
武
ｍ

信

義
、
一
条
忠
頼
が
大
田
切
の
郷
の
城
に
平
氏
の
党
管
冠
者
を
討
伐
し
た
と
き
、
諏

訪
明
神
の
神
霊
に
感
じ
、
宮
所
・
平
井
且
の
両
郷
を
上
社
に
、
岡
谷
郷
を
下
社
に

寄
進
し
た
と
い
う
話
が
『
吾
妻
鏡
』
に
あ
り
、
こ
の
と
き
か
ら
、
平
出
・
宮
所
の

両
牧
は
上
社
領
に
、
岡
谷
牧
は
下
社
領
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
寄
進
し
た
と
い

う
こ
と
は
、
武
田
、
一
条
氏
ら
が
こ
の
牧
に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の
権
利
を
持
っ
て

い
て
そ
れ
を
寄
進
し
た
こ
と
に
な
る
。
武
田
、
一
条
氏
ら
が
官
牧
で
あ
っ
た
こ
れ

ら
の
牧
の
下
地
管
掌
の
権
利
を
獲
得
し
、
そ
れ
を
寄
進
し
た
の
で
は
な

か
ろ
う

か

。こ
の
よ
う
に
し
て
、
官
牧
で
あ
っ
た
牧
も
し
だ
い
に
荘
園
化
し
て
い
た
こ
と
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
。

目
　
荘
園
制
下
の
農
村
の
姿

１
　
荘
園
内
耕
地
の
構
成
と
経
営
形
態

荘
園
制
下
に

お
い
て
は
長
村
は

ど
う
変

わ
っ
た
だ
ろ
う

か
。
こ

の
点
に

つ
い
て

当
地
に

は
全
く
資
料
が
発
見
さ

れ
て
い
な

い
。
し

た
が

っ
て
他

の
地
域

の
資
料
に

よ
っ
て
そ

の
概
要

を
知
り
、
そ

れ
に

よ
っ
て
当
地

の
姿

を
類
推
す

る

こ

と

に

す

荘
園

が
作

り
出

さ
れ
る
過
程
に

お
い
て
、
そ

の
開
墾
や
耕
作
に
付
近

の
班
田
農

民

が
寄
作
人
（
預
作
者
）
と
な
っ
た
こ

と
は
既
に
み

た
が
、
寄
作
人

は
農
業
経
営

の

専
門
家

で
あ
る
揚
合

が
多

く
、
「
田
堵
」
と

か
「
力
田
の
輩
」
と
呼
ば
れ
、

こ

の

田
堵
は
元
来
公
領
に
出
現
し
た
か
な
り
の
自
己
保
有
地
を
持
っ
た
地
主
で

あ
っ

た
。
荘
園
領
主
は
荘
園
の
大
部
分
を
こ
れ
ら
の
田
堵
に
賃
租
に
出
す
、
い
わ
ゆ
る

請
作
体
制
を
と
っ
た
。
こ
の
請
作
人
（
田
堵
）
は
し
だ
い
に
請
作
権
を
強
化
し
、

遂
に
は
占
有
権
を
領
主
に
認
め
さ
せ
る
よ
う
に
な
り
、
一
一
世
紀
こ
ろ
か
ら
、
そ

の
請
作
地
に
自
分
の
名
を
つ
け
、
自
分
が
そ
の
名
主
と
な
る
、
名
田
１
名
主
体
制

が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
荘
園
内
の
耕
地
は
、
大
き
く
分
け

っ
く
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｘ
　χ
　
　
　
　
Ｘ

で
佃
と
荘
官
ら
に
対
す
る
給
田
及
び
名
と
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
で
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れ
に
異

な
っ
た
農
業
経

営
形
態

が
生
ま
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

佃
　
　

佃

は
荘
園
領

主
の
直
営
地
で

あ
り
、
領
主
に
隷
属

す
る
下
人
等

の
労

働
力
や
、
荘
民

の
夫
役
に

よ
っ
て
耕
作

さ
れ
る
場
合

が
あ
っ
た
が
、

多

く

は

種

子
、
農
料
等

を
交
付
し

て
名
主
に
耕
作

さ
せ
、

そ
の
収
穫
物

の
大
部
分

を
領
主

が

取

る
と
い
う
方
式

が
多

く
、
中
に

は
一
定
面
積

ず
つ
名
主
に
分
割
し

て
耕
作

さ
せ

る
場
合

も
あ
っ
た
。
佃

の
面
積

は
時
代
に

よ
っ
て
異

な
る
よ
う
で

あ
る
が
、
荘
園

面
積

の
五
～
一
〇
％

程
度

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

給
　

田
　

給
田

は
預
所
・
下
司
等
荘
官
に
対

す
る
給
田

で
、
預
所
佃

な
ど
と
も

言

わ
れ
、

そ
の
年
貢

・
公

事
が
荘
官

の
収
入

と
な
る
土
地

で
あ
る
が
、
在
地
者
で

あ
る
た
め
直
接
耕
作

す
る
者

が
多

か
っ
た
。
土
豪

が
土
地

を
寄
進
し

て
荘
官
と
な

っ
た
よ
う
な
場
合

は
、
給
田
以
外
に
も
多

く
の
私
有
地

を
持

っ
て
お
り
、
特
に
辺

境

の
地
に

お
い
て
は
荘
官

が
実
質
上

の
領
主
で

あ
づ
て
、
自
己

の
持

っ
て
い
る
下

人
や
土
居
百
姓

の
労
力

の
ほ
か
、
名
主

か
ら
の
夫
役
に

よ
っ
て
経
営

さ
れ
、
残
余

の
土
地

は
独
自
に
小
作
人
に
貸
与

し
た
。
荘
官

ら
の
経
営
面
積

は
二

圭

二
町
歩
程

度

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

名
　

田
　

名
田
一
は
名
主

の
占
有

す
る
土
地
で
年
貢
・
公
事

を
納

め
る
土
地
で

あ

る
。
名
田

は
畿
内
及

び
そ
の
周
辺

で
は
比
較
的
小
規
模

下
一
名

主
当

た
り

Ｉ
～
二

町
歩

程
度

で
あ
り
、
名
田

は
名
主
に
よ

っ
て
自
作
さ
れ
た
が
、
辺
境

の
地
方
で

は
広

大

な
面
積

の
名
田

が
多

く
、

そ
の
内
部

が
分

割
さ
れ
、

そ
れ
に

つ
れ
て
名
主
に
所

属

す
る
下
人

ま
で
も
分
割

さ
れ
て
い
る
場
合

が
多

く
、

そ
れ
が
名

主
に

よ
っ
て
統

一
さ
れ
る
と
い
う
形
に

な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、

そ
の
下
に
多

く
の
在
家

と
称
す

る
直
接
耕

作
を
す
る
百

姓
・
下
作
人
層

を
持

っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。（
古
島

敏
雄
『
日
本
農
業
史
』）
し
た
が
っ
て
、
名
田

は
名
主
の
自

作
分
と
、
百

姓

・
下

作

人
等
の
耕
作
す
る
小
作
地
と
に
分
か
れ
、
百

姓
・
下

作
人
は
名

主
に
対
し
年
貢

の

他
に
加

地
子

（
小
作
料
）
を
納

め
る
こ
と
に
な

っ
た

の
で
あ
る
。

２
　

農
民
の
負
担

荘
園
内
に
お
け
る
荘
民
の
負
担
は
、
所
当
（
年
貢
）
と
公
事
で
あ
る
、
所
当
と

は
名
田
に
課
さ
れ
る
年
貢
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
額
は
一
反
当
た
り
平
安
末
期
ご

ろ
で
平
均
三
斗
ぐ
ら
い
で
、
し
だ
い
に
重
く
な
火

鎌
倉
時
代
で
は
五
～
六
斗
に

達
し
た
揚
合
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
収
穫
物
の
三
〇
％
程
度
で

あ
っ
た
。
公
事
は
、
律
令
制
下
に
お
け
る
庸
調
と
同
様
に
夫
役
を
含
み
重
課
税
で

あ
り
、
名
主
に
対
す
る
人
頭
課
税
で
あ
っ
た
。
畿
内
等
の
均
等
名
で
は
そ
の
ま
ま

名
主
に
課
税
さ
れ
た
が
、
辺
境
の
不
均
等
名
で
は
名
田
の
面
積
が
等
し
く
な
る
よ

う
に
名
を
組
み
合
わ
せ
て
番
を
作
り
、
そ
の
番
に
課
す
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ

た
。公

事
の
内
容
は
雑
多
な
現
物
の
納
入
と
多
種
類
の
労
働
提
供
で
あ
り
、
現
物
納

付
品
と
し
て
は
、
田
の
副
産
物
で
あ
る
藁
や
糠
、
日
常
の
雑
菜
・
漆
・
桑
・
麻
・

柿
・
農
民
の
織
る
織
物
類
・
炭
・
薪
等
の
日
常
生
活
の
必
要
品
の
外
に
、
節
の
行

事
の
必
要
品
、
祭
事
の
供
物
等
多
種
多
様
で
あ
っ
た
。
労
働
提
供
は
佃
の
耕
作
労

働
、
道
路
用
水
施
設
等
の
工
事
人
夫
、
御
門
の
警
備
、
宿
直
、
伝
馬
、
京
上
夫
等

の
ほ
か
、
掃
除
、
水
く
み
等
の
雑
用
に
も
使
わ
れ
た
。
領
主
の
佃
耕
作
等
に
使
役

す
る
夫
役
は
要
用
に
従
う
と
あ
っ
て
、
無
制
限
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は

名
主
に
対
す
る
課
税
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
名
主
は
百
姓
や
下
作
人
等
に
割
り
付

け
て
負
担
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

３

農

耕

技

術

当
地
方
の
農
地
の
開
発
は
、
私
領
主
に
任
さ
れ
た
形
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

東
大
寺
の
よ
う
な
大
領
主
で
は
大
工
事
を
伴
っ
た
開
発
も
行
な
わ
れ
た
が
、
一
般

に
は
大
工
事
は
行
な
わ
れ
ず
、
貯
水
池
の
築
造
、
中
小
河
川
か
ら
の
小
取
水
施
設

の
多
設
等
の
小
規
模
工
事
や
、
用
水
の
綿
密
な
管
理
な
ど
に
よ
っ
て
収
穫
の
安
定

を
図
る
と
い
う
方
向
に
向
か
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
荘
園
の
増
大
と
共

に
、
律
令
制
下
で
は
自
由
の
利
用
が
認
め
ら
れ
て
い
た
林
野
の
領
主
的
支
配
が
進

み
、
荘
園
内
の
林
野
は
、
荘
園
の
分
割
相
続
等
の
場
合
に
は
、
附
属
地
と
し
て
分

卵
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割
相
続
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
成
る
な
ど
利
用
に
制
約
が
生
ま
れ
て
き
て
い
る
。

百
姓
・
作
人
等
の
林
野
の
利
用
は
、
農
業
用
肥
料
、
飼
料
等
を
採
取

す
る
こ
と

が
、
年
貢
公
事
を
納
め
る
こ
と
に
関
係
し
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
状
態
に
な
っ
た

と
い
わ
れ
て
い
る
（
古
島
敏
雄
『
前
掲
書
』）
。

荘
園
内
に
お
け
る
耕
作
技
術
の
発
展
は
、
名
主
経
営
に
お
い
て
み
ら
れ
る
。
鉄

製
農
具
は
名
主
層
に
一
般
化
し
、
家
畜
飼
養
も
名
主
層
に
し
だ
い
に
増
加
し
、
先

進
地
に
お
い
て
は
梨
、
馬
見
等
の
畜
力
農
具
が
名
主
層
に
普
及
し
た
よ

う
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
佃
耕
作
や
名
主
の
自
作
地
等
に
は
牛
馬
や
畜
力
農
具
が
使
わ

れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
当
地
方
や
一
般
百
姓
・
作
人
等
で
は
大
き
な
進
歩
は
み
ら

れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

肥
料
は
山
野
か
ら
柴
草
が
採
取
さ
れ
、
そ
れ
を
焼
い
て
青
灰
に
し
て
田
に
施
す

こ
と
が
多
く
行
な
わ
れ
、
ま
た
、
馬
の
「
ク
ソ
」
等
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

が
厩
肥
で
あ
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
人
糞
尿
は
「
肥
桶
」
と
い
う
よ
う
な

言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
肥
料
と
し
て
使
わ
れ
始
め
た
と
考
え
ら
れ

る
。住

居
に
つ
い
て
は
、
名
主
層
以
上
で
は
床
板
張
り
の
住
居
で
、
縁
や
部
屋
の
仕

切
り
も
生
ま
れ
、
板
戸
な
ど
も
つ
い
た
家
ら
し
い
形
態
に
な
っ
た
が
、
一
般
下
層

民
の
住
居
は
依
然
と
し
て
、
竪
穴
住
居
に
近
く
、
一
開
き
り
の
住
居
で
、
ま
だ
床

は
な
く
土
間
に
む
し
ろ
な
ど
敷
い
て
そ
こ
に
起
居
す
る
と
い
う
、
極
め
て
粗
末
な

状
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

聯
　
武
士
の
発
生

１
　

概
　
　
　

説

律
令
体
制

が
本
来

の
建
前

を
く
ず
し
、
班
田
収
授

け

Ｉ
〇
世
紀
初
頭
で
行
な

わ

れ
な
く
な
り
、
軍
団

の
制
度

は
七
九
二
年
に
健
児

の
制
に
切
り
替
え

ら
れ
た
が
し

だ
い
に
有
名
無
実

と
な
り
、
制
度

の
乱

れ
と
共
に
治
安
も
乱

れ
て
き
た
。
こ

の
た

め
か
、
国
司

が
租
税

を
取

り
立
て
る
た
め
の
威
圧
手
段
と
し

て
、
大
宰
府
今
関

の

あ
る
伊
勢
、
美

濃
、
岐
阜

の
三
国
司
に

の
み
許
し

て
い

た
武
器

の
保
有
を
、
一
〇

世
紀
に
は
関

東
、

山
陰
諸
国

の
ほ
か
、
甲
斐
・
信
濃

駿
河
等

の
国
司
に
も
許
さ
　

６

れ
る
状
況

に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況

の
も
と
で

は
、
こ

れ
と
併
行
し

て

発

展
し
て
い
た
荘
園
制

の
中

で
、
治
外
法
権
的

な
荘
園

を
守

る
た
め
に

は
、
在
地

の
領
主
層

た
ち
は
武
装

せ
ざ
る
を
得

な
い
状
況
に
な

っ
て
い
た
。

し

か
し
、
武
装
化

の
理
由
に

は
か
な
り
複
雑
な
要
素
が
含

ま
れ
て

い
た
よ
う
で

あ
る
。

い
ま
、
初
期

の
武

士
の
行
動

を
み

て
武
士
化

の
お
も
な
理
由

を

あ

げ

る

と
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

①
　
小
領
主
化
し
た
名
主
や
開
発
領
主
等
、
在
地
領
主
の
利
益
を
守
る
こ
と
。

②
　
収
奪
だ
け
を
こ
と
と
す
る
上
級
領
主
の
支
配
に
反
抗
す
る
こ
と
。

㈲
　
民
政
が
す
た
れ
、
有
名
無
実
に
等
し
く
な
っ
た
国
家
機
構
に
さ
か
ら
う
こ
と
。

㈲
　
同
輩
か
ら
の
攻
撃
と
侵
略
を
防
ぐ
こ
と
。

か
な
り
粗
暴
な
行
動
か
お
り
、
盗
賊
ま
が

い
の
行
動
も
生
ま
れ
て

い
る
が
、
古

代
社
会
に
お
け
る
し

い
た
げ
ら
れ
た
中
下

級
貴
族
階
層
の
、
社
会
改
革
へ
の
動

き

と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
時
武
士
化
し
た
在
地
領
主
層
は
、
次

の
よ
う
な
三

つ
の
階
層
に
分
け
て
考
え

る
こ
と
が
で
き

る
。

①
　
田
堵
１
名
主
的
地
主
層

○
　
開
発
領
主
的
領
主
層
（
荘
官
的
領
主
層
）

㈲
　
豪
族
的
領
主
層
（
国
司
や
旧
郡
司
等
の
土
着
し
た
も
の
及
び
其
の
一
族
）

田
堵
１
名
主
層
は
、
土
地
生
産
力
に
基
礎
を
置

く
土
着
の
勢
力
と
し
て
、
有
力

な
も

の
は
大
名
田
堵
・
大
名
主
な
ど
と
呼
ば
れ
て

い
る
が
、
し
だ

い
に
領
主
化
す

る
傾
向
を
持
ち
、
そ

の
過
程
に
お

い
て
武
力
を
蓄
え
、
武
士
と

い
う
特
殊
な
階
級

に
発
展
し
て

い
っ
た
。

開
発
領
主
的
領
主
層
は
、
開
発
し
た
私
領
を
国

街
の
干

渉
か
ら
守
る
た
め
に
、

こ

れ
を
権
門
勢
家
に
寄
進
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
国

司
に
代
表
さ
れ
る
律
令
国

家
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の
権
力
の
干

渉
を
排
除

す
る
一
応
の
保
証
は
得
た
が
、
他
の
在
地
勢
力
や
し
つ
こ

い
国

街
の
攻
勢
を
防
ぎ
、
配
下

の
名
主
や
百

姓
を
押
さ
え
て
支
配

を
貫
徹
す
る
に

は
武
士
化
す
る
必
要
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
階
層
が
一
一
世
紀
各
地
に
発
生

し
た
武
士
勢
力
（
特
に
東
国
等
の
辺
境
の
地
に
多
い
）
の
中

核
と

な

っ
た
の
で

あ
る
。

彼
ら
は
、
一
族
の
首
長
が
子
弟
を
血
縁
的
な
つ
な
が
り
に
よ

っ
て
組
織
し
て
同

族

的
な
結
合
を
維
持
し
、
そ
の
同

族
的
な
組
織
の
圧

力
で
支
配
下

の
名
主
百

姓
を
主

従
関
係
に
組
み
入
れ
て
統
制
し
、
ま
た
、
隷
属
下

に
あ
る
労
働
力
で
あ
っ
た
下

人

や
所
従
を
も
含

め
て
、
一
個
の
戦
闘
団

体
を
形
成

し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
自
然
発

生
的

な
小
武
士
団

は
不
断

の
闘
争

の
反
復

の
う
ち
に
、
武

士
団
相

互
間
に
主
従
関
係

が
生

ま
れ
、
有
力

な
豪
族
的
武
士
に
支
配
統
合

さ
れ
て

ゆ
く
こ
と
に
な

っ
た
。
中
央

の
権
門
勢
家

か
ら

の
け
も

の
に
さ

れ
て
地
方

へ
下

っ

た
国
司
や
そ

の
一
族
、
あ

る
い
は
旧
郡
司
出
身

の
者

た
ち
は
現
地
に
土
着
し
、
そ

こ
で
着

々
と
勢
力
を
扶
植
し
て
地
方
豪
族
と
な

っ
て

い
た
も
の
が
多

い
が
、
こ
れ

ら
の
地
方

象
族
が
小
武
士
団
を
し
だ

い
に
服
属
さ
せ
統
一
し
て

い
っ
た

の

で

あ

る
。
そ
の
地
方

象
族
が

が
っ
て
の
名
門

で
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
「
貴
種
」
と
し

て
尊
重
さ
れ
、
武
士
団

の
頭
首
と
し
て
発
展
し

て

ゆ

く

傾
向
を
強
く
も
っ
て
い

た
。
国
司

と
し
て
地
方
諸
国

を
歴
任
し
た
清
和
源

氏
、
桓

武
平

氏
の
一
族

は
そ
の

典
型
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
、

早
く
も

Ｉ
〇

世
紀

の
三
〇
年
代
に
平
将
門
、

藤
原
純
友

の
乱
（
承

平
・
天
慶
の
乱
）
が
起

こ
り
、

一
一
世
紀
中
葉
に
は
辺
境
の
奥
州
に
前
九
年
の
役
、

続
い
て
後
三
年

の
役

が
起

こ
る
ほ
ど
に
武
士
社
会

が
発
展
し

て
い
た
の
で

あ
る
。

２
　

郷
土
に

お
け
る
武
士
の

発
生

信
濃
に

お
け

る
古

い
土
着

の
豪
族
で
、
後
に
武
士
化
し
た
も

の
は
、
諏
訪
地
方

を
中
心
に
勢
力

を
張

っ
た
諏
訪
上
社
大
祝

の
神
氏

の
一
族
と
、
小
県
佐
久
地
方
に

広
ま
っ
た
滋
野
氏
で
あ
る
。
ま
た
国
造
１
郡
司
系
の
金
刺
氏
の
一
族
も
各
地
に
勢

力
を
持

っ
て
武
士
化
し
て

い
る
。

諏
訪

の
神
氏
は
、
大
祝
職

の
も

の
は
武
士
化
し
な

い
定
め
で
あ
っ
た
が
、

一
族

の
も

の
が
し

だ
い
に
各
地
に
広
が
り
武
士
化
し
て

い
る
。
平

安
時
代

の
末
期

に
は

一
族

の
親
貞
が
上
社
領
の
一
部
で
あ
る
藤
沢
郷
に
居
を
構
え
、
藤
沢

神
次
と
名
乗

り
、
そ
の
子
清
親
（
次
郎
）
は
保
元

の
乱

二

一
五
六
）
に
は
源

義
朝
に
属

し
て
戦

い
、
後
頼
朝
の
旗
下

に
入
っ
て

い
る
。
ま
た
同

じ
こ
ろ
億

重
が
中
沢

の
地
に
移

り

中

沢
神
太
と
名
乗
り
中

沢
氏
の
祖

と
な
っ
て

い
る
。

滋
野
氏
は
信

濃
に

お
い
て
諏
訪
の
神
氏
に
続

く
旧
族

で
あ
っ
て
、
清
和
天
皇

の

四

世
の
孫
、
善
渕

王
が
延
喜

五
年

（
九
〇
五
）
、
滋
野
朝
臣

の

姓

を

賜
っ
た

と

あ

り
、

そ
の
裔

孫
（
一
説
に
滋
野
氏
は
紀
の
国
造
で
あ
っ
た
天
道
振
根
命
の
裔
で
あ
る
と
い

う
）
が
、
海
野

示

県
）
、
祢
津

示

県
）
、
望
月
（
佐
久
）
に
分

か
れ
、

そ

れ
ぞ
れ

武
士
と
し
て
活
動
し
、

海
野
幸
親
、
祢
津
真
直
（
神
平
）
は
共
に
保
元
の
乱
に

源

義
朝
に
属
し
て
戦

っ
て

い
る

。

平
安
時
代
末
期
に
な
る
と
、
源
氏
及
び
平
氏

の
一
族
が
各
地
に
土
着
し
、
武
士

と
し
て
活
動
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

源
為
公
は
、
前
九
年

の
役
、
後
三
年
の
役
（
一
〇
八
ご
了

八
七
）
に
源
頼

義
、
義

家
に
従

っ
て
功
を
立
て
、
伊

那
の
地
を
賜
っ
て
箕
輪

町
小
河
内

に
居

を
構
え
た
。

そ
の
時
期
は
一
一
世
紀
末
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
為
公

は
南
信

濃
源
氏

の
祖

と
な
り
、
片
桐
、
中

津
、
伊

那
、

依
田

氏
等
に
分
派

し
て
各
地
に
住
み
付

き
、
源

為
公

の
主
流

は
片
桐
に
移

っ
て
い
る
が
、
そ

の
裔

の
片
桐
小

八
郎
景
重
は
保
元
平

治

の
乱
に
義
朝
に
属
し

て
い
る
。

北
信
地
方
に

は
清
和
源
氏

の
頼
親
流

の
依
田
氏
、
頼
信
流

の
村
上
、
井

上
氏
等

が
各
地
に

広
が
り
武
士
と
な

っ
て
活
動
し

た
。

平
氏

の
系
統
で
は
、
仁
科
氏
が
安
曇
穂
高
地
方
に
勢
力
を
持
ち
、
当
地
方
で
は

高
遠
に
笠
原

平
吾

頼
直
、
太
田

切
に
は
菅
冠
者
か
お
り
、
平

家
全
盛
時
代

に
は
か

な
り

の
勢
威
を
持

っ
て

い
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
笠
原
平

語
頼
直
は
後
頼

朝
に

属

し
て
お
り
、

一
時
、

高
遠

か
ら
箕
輪

地
域
に

か
け
て
支
配

し
て

い
た
ら
し

い
。

6j
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第
二
章

村

の

中

世

第
一
節
　
武
家
政
権
の
成
立
と
伊
那

一
　
蕗
原
庄
と
我
が
郷
土

前
章
第
二
節
三
で
み
た
よ
う
に
、
平
安
時
代
末
期
の
伊
那
郡
や
諏
訪
郡
に
も
数

多
く
の
荘
園
や
官
牧
が
成
立
し
て
お
り
、
我
が
郷
土
で
あ
る
南
箕
輪
村
か
ら
箕
輪

町
に
か
け
て
は
近
衛
家
が
領
有
す
る
「
蕗
原
庄
」
が
存
在
し
た
。
し
か
し
、
蕗
原

庄
に
関
す
る
史
資
料
は
極
め
て
少
な
く
、
そ
の
概
要
さ
え
詳
ら
か
に
な
っ
て
い
な

い
。
そ
こ
で
、
わ
ず
か
に
残
さ
れ
て
い
る
蕗
原
庄
に
つ
い
て
の
文
献
や
資
料
を
紹

介
し
な
が
ら
、
武
家
政
権
成
立
前
後
の
我
が
郷
土
を
素
描
し
て
み
る
こ
と
に

す

る
。蕗

原
庄
に
関
す
る
最
も
古
い
史
料
は
、
鎌
倉
幕
府
の
公
的
な
記
録

と
さ

れ
る

『
吾
妻
鏡
』
の
文
治
二
年

二
一
八
六
）
三
月
コ
一
日
の
条
に
記
載
さ
れ
て
い
る

「
未
済
乃
貢

備
進
督
促
目

録
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
源
頼
朝

が
直
接
支
配

し
て
い

た

国

々
（
関
東
御
分

国
）
の
中

に

あ

っ
た

荘

園

や
牧

に

対

し

、
本

家

（
荘
園

領
主

に

年

貢

の
滞

納

分

の
完

済

を

厳

命

し

た

も

の
で

、

年
貢

滞

納

の

荘
園

や
牧

の

名

が

羅

列

し

て

あ

る

。

そ

の
一

部

を

次

に

掲

げ

る

。
（
原
漢
文
）

三
月
十
二
日
庚
寅
…
　

（
中
略
）
又
関
東
御
知
行
国
内
乃
貢
未

済
庄
々
注
文
之
を
下

さ
れ
今
日
到
来
下
家
司
等
召
し
催
促
加
え
給
わ
る
べ
き

の
由
云
々
。

注
進
　

三
箇
国
庄

々
事
七
ぺ

国
ぺ
皿

文
越
後

下
総
国

信
濃
国

合
っ
庄
名
略

―
庄
名

（
前
後
を
略
し
上
伊
那
関
係
の
み
記
す
）

殿
下
　

マ
マ
　
　
　
　
　
　

無
庄
号
字

の
由

今
度

尋
ね
捜
す
の
処
新

に
諏
訪
上
下
社

領
と
為

落

原

庄

、

黒

河

内

藤

沢
　
　

働

っ
て
国
管
進
止
に
随
わ
ず

左
右
馬
寮
領

笠
原
、
宮
所
、
平
井
且
、
岡
谷
、
平
野
、
小
野
、
大

塩
、

内
、
北
内
、
大
野
、
大
室

塩

原
、

南

越
後
国
　
・
庄
名
略

右
注
進
件
の
如
し

こ
の
目
録
に
は
、
蕗
原
庄
を
は
じ
め
信
濃
国
内
で
年
貢
滞
納

の
荘
園
六
一
か

所
、
牧
二
八
か
所
の
都
合
八
九
か
所
を
も
載
せ
て
お
り
、
治
承
・
寿
永
の
源
平
争

乱
を
経
て
武
家
政
権
が
誕
生
す
る
古
代
末
か
ら
中
世
へ
向
か
う
過
渡
期
に
お
け
る

権
門
勢
家
の
経
済
基
盤
崩
壊
の
現
実
を
如
実
に
示
す
も
の
で
も
あ
る
。

史
料
の
中
に
「
落
原
庄
」
と
あ
る
の
は
「
蕗
」
の
誤
記
で
あ
宍

ま
た
、
そ
の

肩
書
の
「
殿
下
」
の
註
記
は
、
当
時
の
摂
政
関
白
で
あ
っ
た
近
衛
基
通
に
対
す
る

尊
称
を
さ
し
、
蕗
原
庄
が
近
衛
家
領
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

し
て

い
る
。
近
衛
家

は
、
藤
原
北
家
の
直
系
で
あ
り
、
藤
原
道
長
や
頼
通
を
経
て
、
平
安
末
期
に
は
皇

室
を
し
の
ぐ
ほ
ど
の
所
領
を
領
有
し
て
い
た
。
蕗
原
庄
は
、
そ
の
近
衛
家
が
直
接

管
理
し
た
六
〇
か
所
ほ
ど
の
荘
園
の
一
つ
で
あ
る
。
近
衛
家
に
は
そ
の
領
有
す
る

荘
園
を
類
別
し
て
記
し
た
『
近
衛
家
所
領
目
録
』
と
い
う
資
料
が
残

さ
れ
て

お

り
、
蕗
原
庄
を
次
の
よ
う
に
記
録
し
て
い
る
。（
原
漢
文
）

庄
々
間
事

一
庄
務
本
所
進
退
所
々

信
濃
国

蕗

原

荘
　

姉
小
路
中
納
言

篤
子
中
宮
領
内

○
中
略

庄

々
相

承

次

第

郡
戸
庄
　

時
基

高
陽

院
領
内

一

堀
河

中

宮
領
　

澄
菩
提
院
頷
井
ビ
ュ
庁
分
十

て

所
今

二
於
イ
テ
（

子
細
有
り
進
止
二
非
ス

堀
川
中
宮
－

法
性
寺
殿
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第１節　武家政権の成立と伊那

後

三
条
院
皇
女

堀

川
中
宮
妻
后

篤
子
中

宮
是
也

所
領

濫
鯛
（

委
ク
延
久
二
年
十
月
六
日
進
官
目
録
二
見

ユ

奥
書「

建

長

五

年

十

月

廿

一

日

之

ヲ

書

注

ス

お
わ
ん
ぬ

享

徳

三

年

九

月

十

四

日
　

旧

本

ヲ

以

テ

之

ヲ

写

サ

シ

メ

了

」

こ
れ
に
よ
る
と
、
蕗
原

庄
の
濫
賜
（
成
立
）
は

延
久
二
年
（
一
〇
七
〇
）
以

前
と

推
測
さ
れ
、
開
発
領
主
は
未
詳
な
が
ら
、

領
家
は
姉
小
路
中
納
言
（
藤
原
穎
朝
）
、

本
所
は
篤
子
内
親
王
（
後
三
条
天
皇
の
第
四
皇
女
）
で
あ

っ
た
こ
と
が
明
ら
か

と

な

る
。
の
ち
、
寛
治
七
年
（
一
〇
九
三
）
篤
子
内
親
王
は
堀
河
天

皇
の

中
宮

と
な
り
、

そ
の
後
、

蕗
原
庄
の
本
所
職
は
堀
河
中
宮
か
ら
法
性
寺
殿
（
藤
原
忠
道
）
を

経

て

近
衛
家
に
相
伝
し
た
も
の
で
あ
り
、
史
料
に
よ
れ
ば
一
二

か
所
あ
っ
た
堀
河

中
宮

領
の
う
ち
蕗
原
庄
を
含
む
五
か
所
が
近
衛
家
に
伝
か

っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

以

上
が
文
献
に
残
さ
れ
た
蕗
原
庄
で
あ
る
が
、
そ
の
荘
域
を
考
え
る
上
で
重
要

な
手
掛
り
と
も

い
う
べ
き
資
料
が

い
く

つ
か
現
地
、
箕
輪
地
域
に
残

さ

れ

て

い

る
。
中
で
も
箕
輪
町
北
小
河
内

の
無
量
寺
に
あ
る
阿
弥
陀
如
来
座
像
に
記
さ
れ

た

二

か
所

の
墨
書
銘
は
殊
に
重
要
な
も
の
と
さ
れ
て

い
る
。

平
安
時
代
未

の
造
仏
と
さ

れ
る
。こ

の
仏
像
の
胎
内
背
部
に
は
、
造
仏
時

の
も

の

と
考
え
ら

れ
る
三
四
名
も

の
結
縁
者
（
寄
進
者
）
を
記
し

た
墨
書
が
あ

る
。
そ

の
内

訳

は
、
藤
原
姓
二
二
、
源
氏
姓
四
、
平
氏
姓
二
、
僧
名
二
、
不
明
一
、
と
な

っ
て

い
る
。
ま
た
、
仏
像

の
膝
裏
に

は
、
享
徳
四
年
（
一
四
五
五
）
の
紀
年

と

と

も

に

「
信
州
伊
那
郡
蕗
原
庄

小
河
内
無
量
寺
」
と

の
墨
書
が

あ
っ
て
、
こ

れ
は
、
こ

の

仏
像

が
室
町
時
代
中
期
に
修
理

さ
れ
た
時

の
も

の
で

あ
る
う
と

さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
る
と

こ
ろ
、
こ

の
仏
像

の
結
縁
者

の
中
に
多
数

の
藤
原
姓

が
加

わ
っ
て
い
る

こ

と
は
、
蕗
原
庄

の
殿
下
領

と
し

て
の
存
在

を
よ
り
鮮
明
に
位
置
付
け

る
も

の
で

り
兇
の
た
い
ら

あ

ろ

う

し

、

ま

た

、

蕗

原

庄

の

成

立

と

前

後

し

て

無

量

寺

の

南

丘

陵

上

の

上

ノ

平

た
め
と
も
　
　
　
　
　
　

は
ん
え
ん

城

に

土

着

し

た

と

さ

れ

る

南

信

濃

源

氏

の

祖

、

源

為

公

の

一

族

の

繁

行

と

も

関

わ

図2-1　 小河内無量寺阿弥陀如来像

る
の
で

あ
ろ
う
か
、
源
氏
姓
が
次

い
で
多
数
を
占

め
て

い
る
。
こ
う
し
た
二

つ
の

墨
書

を
め
ぐ

る
考
察
に
よ

っ
て
、

蕗
原
庄

の
下

地

の
管
掌
（
在
地
領
主
）
は

源

為

公

の
一
族

が
あ
た
り
、
小
河
内
郷
こ
そ

ば
蕗
原
庄

の
本
郷

示

心
地
）
で
は
な

か
っ

た
か
、

と
す
る
積
極
的

な
見
方
も

さ
れ
て
き

て
い
る
。

蕗
原
庄
に
関

わ
る
そ

の
他

の
資
料

は
、
ず

っ
と
時
代
も
下
り
確

た
る
傍
証
と
は

い
い
が
た
い
が
、

田
天
文
二
四
年
（
一
五
五
五
）
、
辰
野
町
羽
場

の
手
長
明
神
棟
札

写
「
信
濃
国
伊

那
郡

宝
喜
原
荘
大
井
且
郷
大
手

大

明

神
」
、
開
寛
永
一
七
年

二

六
四
口

、
箕
輪
町
長
岡

神
社
棟
札
「

…
…
信
州
伊
那
郡
蕗
原
荘
長
岡
郷

…
…
」
、
倒

明
暦

二
年
（
一
六
垂
（
）
、

殿
村

八
幡
宮
棟
札
「

…
…
爰
信
州
伊
那
郡
落
原
庄
箕
輪

郷
社

壇
在

り
…
…
」
、

出
享
和
三
年
（
一
八
〇
三

、

箕
輪
町
三

日
町

入
会
文
書
。

「
信
濃
国
伊
那
郡
蕗
原

ノ
荘
箕
輪
領
三
日
町
村
」

な
ど
が
あ
っ
て
、
蕗
原
庄

の
消

滅

後
も
こ
の
近
在
に
長

い
開

そ
の
名
称

が
言

い
伝

わ
っ
て
き

た
こ
と
を
示
し
て

お

り
、
荘
域

を
判
断

す
る
材
料

の
一
つ
に

な
る
う
か
と
思

わ
れ
る
。
こ
う
し
て
み

る

と
、
蕗
原

庄
は
現
在

の
箕
輪
町
、
南
箕
輪
村
、
西
箕
輪
、
辰
野
町

の
羽
場
、
北
大

出

を
含

む
あ
た
り
の
地
域

で
あ
っ
た
か
と
推
測

さ
れ
、
武
家
政
権

の
成

立
こ

ろ
は

近
衛

家
を
本

所
と
あ
お
ぎ
な
が
ら
南
信

濃
源

氏
の
系
譜

を
ひ
く
在
地
領

主
に
よ
っ

Ｇ



第2 章 村 の中 世

て
支
配

さ
れ
、
少

な
く
と
も
室
町
時
代
中
こ

ろ
ま
で
は
実
態
は
と
も
あ
れ
、
荘
園

の
名
状

を
と

ど
め
て
い
た
の
で

は
な

が
る
う

か
と
推
測
さ

れ
て

い
る
。

二
　

鎌

倉

時

代

の
伊

那

Ｈ
　

洽
承
・
寿
永
の
争
乱
と
伊
那

「
此

の
一
門

に
あ
ら

ざ
ら
む
人
は
、

皆
人
非

人
な
る
べ
し
」
（
『
平
家
物
語
』
）
と

さ
え
評
さ
れ
た
平

氏

の
全
盛
時
代

に
、
源

氏
諸
族
の
中

に
あ

っ
て
中

央
政
界

で
そ

の
勢
力
を
保
持
し
え
て

い
た
の
は
、
平

治
の
乱

二

一
五
九
）
に
中

立
の

立

場

を

貫

い
た
摂
津
源

氏
の
源
頼

政
一
族

で
あ
っ
た
。
源
頼
政

は
平
氏
専
横

の
政
界
に
不

満

を
抱

き
、

し
だ

い
に

後
白
河
法

皇
の
第

二
皇
子
で
親
王
宣
下
も

な
い
ま
ま
不
遇

を
か
こ
っ
て
い
た
以
仁
王
と
接
触

を
深

め
て
い
っ
た
。
頼
政
等

は
以
仁
王
に
勧

め

て
、
東
海
道
、
東
山
道
、
北
陸
道

の
諸
国
に
散
在
し
て

い
た
源
氏
諸
族
に
対
し
平

氏
追
討

の
挙
兵
を
う
な
が
す
令
旨
を
得
た
。
こ

の
令
旨
は
信
濃

の
源
氏
へ
も
伝
え

ら

れ
た
。

信
濃
国
で
は
木
曽
義
仲
が
国
内
の
源
氏
諸
氏
を
率

い
て
挙
兵
し
た
。
木
曽
義
仲

の
挙
兵
を
『
吾
妻
鏡
』

の
治
承
四
年

二

一
八
〇
）
九
月
七
日

の
条
は
次

の

よ

う

に
伝
え
て

い
る
。

（
治
承
四
年
九
月
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぬ
し
　

た
ｔ
わ
き
　
　
　
よ
し
か
た

七

日

丙

辰

。

源

氏

木

曽

冠

者

義

仲

主

は

帯

刀

先

生

義

賢

二

男

な

り

。

義

賢

、

去

る

久

寿

二

年

八

月

、

武

蔵

国

の

大

倉

館

に

於

い

て

鎌

倉

悪

源

太

義

平

ぬ

し

の

た

め

に

討

亡

さ

え
い
Ｕ
　
　
　
　
　

め
の
と
　
　
　
　
　
　

（
中
原
兼
遠
）
　
　
　
　
　

ふ
と
こ
ろ

る

。

時

に

義

仲

三

歳

の

嬰

児

た

り

。

乳

母

の

夫

、

中

三

権

守

兼

遠

こ

れ

を

懐

に

し

、

信

濃

国

木

曽

へ

遁

れ

、

こ

れ

を

養

育

せ

し

む

。

成

人

の

今

、

武

略

票

性

、

平

氏

を

征

し

家

を

興

こ

す

べ

き

の

由

、

存

念

あ

り

。

而

し

て

、

前

の

武

衛

石

橋

に

於

い

て

す

で

に

合

戦

を

始

め

ら

れ

る

の

由

、

遠

聞

に

達

す

。

忽

ち

相

加

わ

り

素

意

を

穎

わ

さ

ん

と

欲

す

。

爰

に

平

家

の

方

人

笠

原

平

五

頼

直

と

い

う

者

あ

り

。

今

日

軍

士

を

相

具

し

木

曽

を

襲

い

擬

す

。

木

曽

の

方

人

村

山

七

郎

義

直

、

井

に

栗

田

寺

別

当

大

法

師

範

覚

等

、

此

事

を

聞

き

χ
　
Ｘ
　

あ
い
あ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
か

当

国

市

原

に

相

逢

、

勝

負

を

決

す

。

両

方

合

戦

半

ば

に

し

て

日

す

で

に

暮

れ

る

。

然

る

に
義
直

の
箭
窮
し
頗

る
雌
伏
す
。
飛
脚
を
木
曽
の
陣
に
遣
わ
し
事
の
由
を
告
ぐ
。
但
て

木
曽
ヽ

大
軍
を
率
い
て
来
た
り
競
い
到
る
の
處
ヽ

頼

直
そ
の
威
勢
を
怖

れ
逃
亡
し
、
城
　

６

四
郎
長
茂
に
加
わ
ら
ん
が
た
め
に
越
後
国
に
赴
く
と
云

々
。

（
国
史
大

系
『
吾
妻
鏡
巻

二

原
漢
文
』

史

料

の

後
段

に

は

、

九

月

七

日
、

義

仲

軍

の
村

山

義

直

と
栗

田

寺

の
別

当

範

覚

と

が
平

氏

党

の

笠
原

頼

直

と

「
市

原

」

で
戦

っ

た

こ

と

が
記

さ

れ

て

い

る

。
義

仲

の

挙
兵

に
関

ず

る
文

献

史

料

は

こ

の
他

ほ

と

ん

ど
見

当

た

ら

ず
、

そ

の

た

め
、

『
吾

妻

鏡

』

の

こ

の
記

事

中

の
信

濃

武

士

や

合

戦

地

の
比

定

を

め
ぐ

っ
て

古

く

は

江

戸

時

代

か

ら
諸

説

を
生

ん
で

き

た

。
す

な

わ
ち

、

こ

の
時

期

の
義

仲

の
主

た

る

活

動

の
本

拠

が
上

伊

那

北

部

を

含

む

木

曽

、

諏

訪

地

域

で

あ

り
、
『
吾

妻

鏡

』

中

の
記

事

も

伊

那

地

方

で

あ

る
と

す

る

伊

那

説

と

、

既

に

こ

の
時

期

の
義

仲

は

小

県

郡

の
依

田

城

に

拠

っ
て

お

り

、

村

山

氏

や

栗

田

寺

氏

の
勢

力

が

長

野
市

近

辺

で

も

あ

る

こ

と

か
ら

、

む

し

ろ

『
吾

妻

鏡

』

中

の
記

事

は

北

信

で

あ

っ
た

と

す

る

説

と

に

二

分

さ

れ

る

。
伊

那

説

に

従

え

ば

、

笠

原

頼

直

は
伊

那

市

美

焉

笠

原

に

あ

っ

て

、

平

安

時

代

中

期

に

成

立

し

た

『

延

喜

式

』

に

も

記

載

さ

れ

て

い
る

左

馬

寮

支

配

の

官

牧

「

笠

原

牧

」

ゆ

か

り

の

在

地

領

主

で

あ

る

と

し

、
合

戦

地
市

原

は
西

箕

輪

与

地

、

あ

る

い
は
下

伊

那

郡

高
森

町

市

田

な

ど

に

あ

た

る

と

し

て

い

る

。

こ

の

説
は
古
く
は
、

慶
長
年
間
（
一
五
九
六
～
一
六
一
五
）
に
成

立
し

た
と

さ
れ
る
『
伊

那
武
鑑
根
元
記
』
や
元
文
五
年
（
一
七
四
○
）
に
関

盛
胤

が

著

し

た
『
伊
那
温
知

集
』
に

お
い
て
主
張

さ
れ
て
い
る
。
一
方

の
北
信
説

は
、
村
山
義
直

の
本
拠
地
が

長
野
市

と
須
坂
市

と
の
市
境
に

な
っ
て
い
る
千
曲
川
に
架

か
る
村
山
橋

の
両
岸
に

広
が
る
村
山
郷
で

あ
る
こ
と
、
栗
田
寺
別
当

の
本
拠
地
が
長
野
市

の
栗
田
寺
周
辺

と
考
え
ら

れ
る
こ
と
等

の
傍
証
に
よ

っ
て
裏
付
け
ら

れ
て
お
り
、
江

戸
時
代
末
に

著

わ
さ

れ
た
『
箕
輪
記
』

単

村
元
恒
著
）
や
『
板
町

落
葉
』
（
中
廿

几
起
著
）
な

ど

に
よ
り
考
証
さ

れ
て

い
る
。

し
か
し
、

い
ず
れ
の
説
を
と
る
に
せ
よ
、
挙
兵
時

の
義
仲
軍

の
中

核
に

は
諏
訪
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下

社
の

金

刺

祝

や
上
社
大
祝
家
の
有
力
庶
家
で
あ
る
千

野
氏
、
及

び
辰

野
町
樋

口
を
本
拠
と
す

る
樋
口
次
郎
兼
光
か
お
り
、
殊
に
樋

口
兼

光
は
義
仲
四
天
王

の
一

人
と
し
て
そ
の
後
の
合
戦
に
大

活
躍
し
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測

し
て
、
上
伊

那
北

部
に
あ
っ
た
在
地
小
領
主
の
多
数
が
、

こ
の
義
仲

挙
兵
軍

の
中

に
あ
っ
て
重
要

な

軍

事
力
を
な
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

市
原

の
戦
い
の
後
の
義
仲
軍

の
動
静

を
伝
え

る
『
吾
妻
鏡
』
『
玉
葉
』
『
源
平

盛

衰
記
』

等
に

よ
る
と
、
翌
、

養
和
元
年

二

一
八
一
）
六
月
、
越

後

国

の
城
長
茂

は
信
濃

の
平

氏
党

で
あ
っ
た
笠
原
頼
直

ら
を
支
援
し

て
四
万
騎
も

の
大
軍
を
引
率

し
北
信
濃
に

進
攻
、
義
仲
軍
三
〇
〇
〇
騎

は

こ

れ

を
「
筑
摩
河
横
田

河
原

」
に

迎
撃
、
撃
破
し
、
引
続
吉
城
軍

を
追

っ
て
北
陸
道
よ
り
京
都
を
目

ざ
す
こ
と
に
な

っ
た
。

と
こ

ろ
で
、

鎌
會
に
あ

っ
た

源

頼
朝
は
、

治
承
四
年
九
月
八
日
（
義
仲
の
市
原

の
戦
い
の
翌
日
）
、

舅

北

条
時
政
を
甲

斐
に
派
遣
し
、
甲

斐
源

氏
の
武
田

信
義
、

一
條
忠
頼
父
子
に
命
じ
て
信
濃
の
平

氏
党
を
討
つ
べ
く
行
軍

を
要
請
し
た
。
そ
し

て
同

日
、
武
田

、
一
條
勢
は
直
ち
に
信
濃
に
向
け
て
進
発

し

た
。
『
吾
妻

鏡
』

は

頼
朝
摩
下

の
武
田

、
一
條
勢
の
信
濃
国
内

に
お
け
る
動

静
を
次
の
よ
う
に
記

し
て

い
る
。

九
月

九
日
、
国

境
を
突
破

し
諏
訪
上
社
付
近

ま
で
軍

を
進
め
た
武
田
、

一
條
勢

は
、
上
社
に

ほ
ど
遠

く
な
い
庵
沢

の
地
に
野
営

し

た

。

そ

の
夜
、

深
更
と
な

っ

て
一
人
の
女
性

が
一
條
忠
頼

の
陣

を
訪

れ
た
。
そ
れ
は
上
社
大
祝
篤
光

の
妻
で

あ

っ
た
。
忠
頼

は
訪
し
み

な
が
ら
自

ら
の
陣
営
に
招
き
入

れ
、
謁
見
し

た
と
こ

ろ
、

「
大
祝
篤
光

が
源
氏

の
戦
勝
祈
願

の
た
め
に
参
詣
し
て
三
日
目
に
な
り
ま
す

。
そ

の
今
夜
、
篤
光
が
不
思
議
な
夢
を
見
ま
し
た
。
夢
の
中
に
梶
の
葉
の
紋
の

つ
い
た

直
垂

を
着
し
葦
毛

の
馬
に
乗

っ
た
一
騎
の
武
者
が
現
わ
れ
、
『
我

は
源
氏

の

味

方

で
あ
る
』
と
言

い
置

い
て
西
方
を
さ
し
て
駆
け
去
り
ま
し
た
。
篤
光
が
申
す
に
は

フ

」
れ
こ
そ
諏
訪
大
明
神
の
示
現

、
早
速
自
ら
参
上

す
べ
き
で
あ
る
』

と
言

い
ま

し
た
が
、
と
り
あ
え
ず
私
を
代
理
と
し
て
言
上
に

つ
か
ね
し
ま
し
た
」
と
申
し
上
げ

た
。
忠
頼

は
諏
訪
大
明

神
の
神
託
で

あ

る

と

し

て
大

い
に
喜

び
、
自

か
ら
篤
光

の
妻
に
野
太
刀
一
腰
と
腹
巻
一
領

を
与
え

て
こ

れ
に
感
謝

の
意
を
表

わ
し
、
十
日

の
早
朝
よ
り
一
気
に
杖
突
峠
を
越
え
て
伊
那
に
進
攻
し
、
太
田
切
郷
之
城
に
拠

っ

て

い
た
平
氏
党

の
菅
冠
者
を
攻
撃
す
る
構
え
を
み
せ
た
と
こ

ろ
、
菅
冠

者
は
諏
訪

大
祝
の
神
託
の
こ
と
を
耳
に
す
る
と
戦
わ
ず
し
て
館
に
火
を
放
ち
自
刃
し
て
果
て

た
。
太
田
切
郷
之
城
を
難
な
く
攻
落
し
た
武
田
、
一
條
勢
は
「
根
上
河
原
」
に
陣

を
は
り
、
あ
ら
た
め
て
諏
訪
大
明
神
の
神
威
に
驚
嘆
し
、
と
り
あ
え
ず
諏
訪
上
下

社
に
対
し
社
領
を
寄
進
す
べ
く
相
談
し
た
。
祐
筆
に
社
領
の
寄
進
状
を
書
か
せ
た

と
こ
ろ
、
上
社
領
分
、
平

出
郷
・
宮

所
郷
、
下
社
領
分
、
祐
市
（
現
在
の
辰
野
）
と

す
べ
き
な
の
に
下

社
領
分
に
岡

仁
谷
郷
（
現
在
の
岡
谷
）
が
何
度
書

き
直
し

て
も
加

え
損
じ
て
し
ま
っ
た
。
不
思
議

に
思

っ
て
古

老
に

た
ず
ね
る
と
岡
仁
谷
と

い
う
場

所
か
お
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
上
社
二
郷
、
下
社
二
郷
、
均
等
に
寄

進
を
す
べ
き

と

い
う
神
意
で
あ
る
う
と
岡
仁
谷

も
寄

進
し
、

一
同

ま
す
ま
す
諏
訪
大
明
神
に
対

す
る
信
仰

心
が
厚

く
な
っ
た
。
こ
の
の
ち
、
平
氏
に
心

を
寄
せ

る
そ

の
他

の
氏
族

も

ほ
と
ん
ど
平
定

さ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　

（
国
史
大
系
『
吾
妻
鏡
巻
一
』
意
訳
）

諏
訪
上
社
大
祝
家

は
、
太
田
切
郷
之
城

の
攻
防
を
め
ぐ
る
大
祝
篤
光
の
神
託
に

よ

っ
て
、
源
頼
朝
と

の
関
に
強
力
な
関
係
を

つ
く

っ
た
ば
か
り
か
、
神
氏
一
統
の

結
束
力
を
強
固
な
も
の
に
し
、
ひ

い
て
は
そ
の
影
響
下

に
あ
っ
た
上
伊

那
の
在
地

領
主
た
ち
へ
の
支
配
力
を
強
め
る
た
め
の
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

し
か
し
、
武
田

、
一
條
軍
の
信
濃
へ
の
進
攻
は
、

神
氏
一
統

に
と
っ
て
苦

渋
に

満
ち
た
選
択
を
せ
ま
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
既
に
頼
朝
、
義
仲

の
間
に

は
平
氏
討

伐

を
め
ぐ
っ
て
深

刻
な
主
導
権
争

い
が
表
面
化

し
つ
つ
あ
り
、
義
仲

を
盟
主

と
あ

お

い

で

い

た

神

氏

一

統

は

上

社

大

祝

家

の

有

力

な

る

庶

家

千

野

氏

や

下

社

大

祝

金

ざ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
5

刺

氏

等

を

こ

ぞ

っ

て

義

仲

軍

に

派

遣

さ

せ

て

い

た

。

大

祝

篤

光

は

国

境

を

越

え

て
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進
撃
し
て
き
た
武
田
、

一
條
の
大
軍

を
前
に
、

逡
巡
し
た
あ
げ
く
自
ら
の
妻

を
人

質

に
し
て
、
神
託
を
も
っ
て
参
戦
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

義
仲
の
討
死

ま
で
従
っ
た
下
社

の
金
刺
氏
が
、

そ
の
後
、
頼

朝
の
不
興

を
か
っ
て

窮
地
に
追
い
込
ま
れ
、
よ
う
や
く
梶
原
景

時
の
口
添
え
と
す
ぐ
れ
た
弓

の
技
倆
と

に
よ
っ
て
御
家
人
に
加

え
ら
れ
た
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
は
、
頼
朝
と
義
仲
の
確

執
の
狭
間
に
置

か
れ
た
神
氏
一
統
の
危
機
的
情
況

を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
そ
の
後
の
頼
朝
の
諏
訪
社
へ
の
信
仰
は
極
め
て
手
厚

い
も
の
で
あ

宍

平

氏
滅
亡
の
翌
文
治
二
年

二

一
八
六
）
正

月
二
三
日

に

は
、

諏
訪
上
、
下

社
に
神
馬

を
寄
進
し
て
い
る
の
を
手
始
め
に
、
御
射
山
神
事
、
他
の
諏
訪
社
の
諸

神
事
に
対
し
、
厚

い
保
護
を
加
え
て

い
る
。

こ
う
し
て
、
信
濃
に
お
け
る
治
承
、
寿
永
の
源
平

争
乱
は
、
北
信
で
の
義
仲
軍

の
活
躍
と
伊

那
で
の
頼
朝
燈
下

の
甲
斐
源
氏
軍
の
活
躍
と
に
よ

っ
て
平

氏
党
を
一

掃
す
る
結
末
を
み
た
。
し
か
し
、
頼
朝
、
義
仲
の
主
導
権
を
め
ぐ
る
確
執
か
ら
生

じ
た
政
治
的
、
軍

事
的
対
立
を
背
景
に
、
ま
た
、
平

氏
党
の
分
散
分
拠
と

い
っ
た

事
情
の
故

か
、
九
月
七
日
の
市
原

合
戦
と
九
月
一
〇
日
の
太
田

切
郷
之
城
の
合
戦

に
お
け
る
源

・
平

勢
に
そ
れ

ぞ
れ
連
携
し
た
共
同

軍
事
行
動
を
示
す
史
料
が
全
く

残
さ
れ
て
は
い
な

い
の
で
あ
る
。

己
‥
　
伊

那
諸
族
の
台
頭

前
章
第

二
節
三

で
述

べ
た
よ
う
に
、
平

安
時
代

の
中
ご
ろ
に
は
信
濃
国
内
で
も

国
街
領

の
他
に
多
数

の
荘
園
や

官
牧

が
設

け
ら
れ
る
よ
う
に
な
宍

や

が
て
受
領

に
よ
る
国
街

領
の
私
領
化
や
荘
園
寄
進
に
よ
る
系
列

化
が
進
む
と
、
そ
れ

ぞ
れ
自

衛

の
た
め
の
武
力

を
保
有

す
る
必
要

か
ら
武
士
が
誕
生
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
前

章
に
み

た
よ
う
に
（
第
一
章
第
二
節
こ

平
安
時
代
末
に
は
当
上
伊

那

地

方

に

は

「
蕗
原
庄
」
「
笠
原
牧
」
「
春
近
領
」
等
が
成
立
し
て
お
宍
　

こ
れ
ら
の
国

管
領
、

官
牧
や
荘
園
に
は
多
数

の
富
裕
農
民
（
田
堵
や
名
主
）
や
在
地
土

象
た
ち
が

い
て
、

自

ら
の
名
（
経
営
田
畑
）
や
山
林
原
野
の
権
益
を
保
持
す
る
た
め
に
血
縁
や
地
縁
的

要
因
を
も
っ
て
同
族
的
な
結
合
を
強
め
つ
つ
武
装
化
を
と
げ
て
い
た
。

こ
の
時
期
、
伊
那
地
方
に
あ
っ
た
諸
族
と
し
て
三
つ
の
系
譜
を
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
一
は
、
箕
輪
町
南
小
河
内
上
ノ
平
城
に
土
着
し
た
清
和
源
氏
流
の

信
濃
守
源
為
公
を
始
祖
と
す
る
「
伊
那
源
氏
」
の
諸
氏
、
そ
の
二

は
、

諏
訪
上

社
大
祝
家
よ
り
分
立
し
た
「
神
氏
」
一
統
、
そ
の
三
は
、
平
安
時
代
に

遡

っ
て

の
系
譜
を
も
つ
在
地
土
象
や
他
地
域
よ
り
流
入
し
て
き
た
諸
氏
、
等
で
あ
る
。

１
　
伊
那
源
氏
の
諸
氏

室
町
時
代
に
成
立
し
た
諸
家
系
譜
の
集
大
成
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
、
清
和

右

馬

助

伊

豆
縁

信

濃

守

従

五
位

下

母

河

内

守

頼

信

女

衡

中^
津
乗
氏
－゙

兵
貞
―

頼
綱
＾
一
本
頼
継

Ｉ゙

ル
（

氏

為

扶
（

伊

那

氏

万

一⌒- ⌒林
氏
）

林
氏

）－

（
泉
氏
）－

（

諏
訪
部
氏
）

室
賀
氏
）―

（
諏
訪
部
氏
）

ミ

土
瀬

橋

氏

）－
（
植

田

氏

）－

（
手

塚
氏

）

肢
波

氏

）Ｉ
（
植

田

氏

）－

（
松

本

氏

）

飯
田

氏

）

烏
邦
（
村

上

氏

）
―

こ
一
柳

氏

）－

（
夏

目

氏

）

為

有
（
依

田

氏

）
　
　
（

手

塚
氏

）－

（

諏
訪

氏

）

丿

（

飯
沼

氏

）

為

基
（
片

桐

氏

）
　
　
（

信
州

岩

間

飯

島
氏

祖

）

（
前

淳
氏

）

≒

（

那
頂

氏

）

（

大

島
氏

）

為

氏
（
堤

氏

）－

（
駒

沢
氏

）

郎
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天

皇
三
代

の
後
胤

で
あ
る
源

満
仲

の
弟
、

満
快
の
曽
孫
に
あ
た
る
源

為
公
は
、
前

九
年
の
役
・
後
三
年
の
役
の
戦
功

に
よ
っ
て
従

五
位
下

信
濃

守
に
任

ぜ
ら
れ
、
任

満
ち
た
の
ち
、

そ
の
ま
ま
蕗
原

庄
小
河
内
上

ノ
平

に
居
館
を
構
え
土
着
し
た
の
を

始
ま
り
と
し
、
そ
の
後
、
多
く
の
庶
子
家
を
伊

那
の
各
地
に
分
立
さ
せ
て
一
族
こ

ぞ
っ
て
繁
栄
し
た
と
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
る
伊

那
源
氏
諸

氏
の
略
系
譜
は
表
２
１

１
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
系
譜
に
は
、
幾
つ
か
の
疑
問
点
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
最
も
重
大
な
問
題

点
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
諏
訪
氏
」
及

び
「
知
久
氏
」

が
清
和
天

皇
流
で

あ

る

と
し
て
系
譜
中
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
諏
訪
氏
の
系
譜
に

つ
い
て
は

『
神
氏
系
図
』
を
け
じ
め
と
し
て
異
本
な
ど
数
多
く
あ
り
、
系
譜
そ

の
も

の
の
確

定
に
つ

い
て
は
に

わ
か
に
は
論
じ
難

い
が
、
少
な
く
と
も
『
神
氏
系
図
』

の
記
載

内
容
は
無
視
で
き
な

い
内
容
で
あ

っ
て
、
そ
れ
を
さ
し
お

い
て
源
氏
庶
流
と
し
て

位
置
付
け
た

の
は
、
恐
ら
く
鎌
倉
幕
府
成
立
以
降

の
武
家
社
会

に

お

い

て
「
源

氏
」
几

正
系
」

の
精
神
的
支
柱
が
確
立
し
て
し
ま

い
、
『
尊
卑
分
脈
』
が
成

立

し

た
室
町
時
代
に
は
特
に
鎌
倉
幕
府
と
関
係

の
深

か
っ
た
諏
訪
氏

を
そ
の
精

神
的
体

系

の
枠
内
に
押
し
込

め
ざ
る
を
得
な

い
環
境

が
で
き

あ
か

っ
て
い
た
結
果

で
あ
る

う
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
知
久
氏
に

つ
い
て
は
、
数
多

く
の
史
料
や

遺
物
が
諏

訪
氏

の
分
流
（
庶
家
）
で

あ
る
こ

と
を
傍
証

し
て
お
り
、
『
尊
卑
分
脈
』

の
知
久
氏

に
関

す
る
系
譜
に

つ
い
て
も
誤
記

か
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、

こ
う
し
た
重
大

な
疑
問

点
を
含

み
な
が
ら
も
、
殊
に
そ
の
庶
家
が
伊

那
地
方
各
地
に
繁

行
分
拠
し
戦
国

時
代
末

ま
で
大

き
な
在
地
勢
力
を
保
持
し
て
い

た
系
譜
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
中

で
も
、
上
伊

那
南
部
か
ら
下
伊

那
北
部
に
広

大

な
領
域

を
も
ち
、
多
く
の
庶
家
を
輩
出
さ
せ
た
片
桐
氏
は
最
も
大
き
な
氏
族
と

い
っ
て
も
よ

い
で
あ
ろ
う
。
片
桐
氏
は
、
下
伊

那
郡
松
川
町
に
居
館
を
構
え
、
三

代
目
の
為
重
は
保
元

の
乱

の
時
に
は

源

為
義
方
に
属
し
て
従
軍

し
（
敗
戦
―
自
宣

、

為
重
の
五
番
目

の
弟
の
景
重
は
、
保
元
、
平
治

の
乱
に
源
義
朝
方
に

つ
い
て
奮
戦

す
る
（『
保
元
物
語
』
、
『
平
治
物
語
』
）
な

ど
、
武
士
団
と
し
て

の
活
躍
も
目

ざ

ま

し

い
。
片
桐
氏

は
保
元
、
平
治

の
乱

へ
の
こ
う
し

た
が
か
お
り

の
た
め
、
平
清

盛
に

よ
っ
て
本
領

を
没
収

さ
れ
て
一
時

は
勢
力
も
衰
え

た
が
、
治
承
・
寿
永

の
乱

後
、

ほ
ぼ
二
十
数
年

ぶ
り
に
頼
朝
に

よ
り
旧
領

を
安
堵

さ
れ
、

の
ち
、
岩
間
、
飯
島
、

名

子
、
大
島
、
赤
須
、
前
沢

等
の
庶
家

を
分

立
さ
せ
、

そ
れ
ぞ
れ
戦
国
期

に
至
る

ま
で
、
そ
の
勢
力
を
保
持
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｙ
゛

ま
た
、
『
信
濃
勤
皇
史
孜
』
（
市
村
旅
人
著
）
に

よ
る
と
、
為
公

の
二
男
為
扶

（
伊

那
氏
）
の
庶
家
に

あ
る
泉
氏

は
、

大
泉
氏
で
は
な

い
か
と
し
て

い
る
が

未

詳
で
あ

２

神

氏

一

統

諏
訪
上
社
大
祝
家
は
、
諏
訪
上
社
に
奉
仕
す
る
最
高
の
神
官
家
で
あ
る
。
大

祝

は
「
現
人
神
」
で
あ
り
、
天

皇
家
と
同

様
に
大

祝
職

に
就
く
こ
と
を
「
即
位

」
と

呼
び
称
す
神
職
で
も
あ

っ
た
。
古
代
よ
り
諏
訪
社
に
対
す
る
人
民
の
篤

い
信
仰
心

と
物
質
や
労
力
提
供
に
よ
る
強
大
な
経
済
力
と
に
よ

っ
て
、
信
濃
国
は
も
と
よ
り

周
辺
諸
国
に
広
汎
な
影
響
力
を
も
ち
、
殊
に
鎌
倉
時
代
に
は
将
軍
家
々

執
権
職
に

あ

っ
た
北
条
氏

の
厚

い
保
護
を
得
て
、
そ

の
勢
力
は
全
国
へ
と
飛
躍
的
な
伸
張

を

と
げ

た
。

神
職
と
し
て

の
大
祝
家
が
武
家
諏
訪
氏
へ
と
大
転
換
を
と
げ
た

の
は
、
鎌
倉
幕

府
最
大

の
内
乱
で

あ
っ
た
承
久

の
乱

（
一
二
二

こ

を
契
機
と
し

て

で

あ

っ
た
。

大
祝
家

の
規
掟

「
大
祝
、
郡
外
不
出
」

の
た
め
、
大
祝

敦

信
（
篤
光
の
孫
）
は

幕

府

の
動
員
令
に
従

っ
て
嫡

子
信
重
々
千
野

六
郎

ら
を
出
陣

さ
せ
、
尾
張
国
大
井
渡

や
墨
股

の
合
戦
で
戦
功

を
あ
げ

さ
せ

た
。
ま
た
自

ら
は
軍
神

の
奉
仕
者
と
し

て
、

日
夜
幕
府
軍

の
戦
勝

を
祈
願

し
た
た
め
、
乱

後
ま
す
ま
す
尼
将
軍
政
子
や
執
権
北

条
義
時

ら
の
覚
え
を
め
で
た
く
し
た
。
承
久

の
乱

後
、
大
祝
敦
信

は
大
祝
職

を
信

重
に
譲
る
と
自
ら
鎌

倉
に
出

て
北

条
惣
領
家
の
家

人
（
得
宗
被
官
）
と
し

て

泰
時
・

朝
時
・
時
頼
と
得
宗
（
執
権
）
三
代
に
仕
え

た
。

彼
は
出
家
し
て

蓮
仏
入
道
盛
重

卯
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と
名
の
っ
て
鎌
倉
諏
訪
氏
の
祖
と
な
宍

武
家
諏
訪
氏
繁
栄
の
基
を
き
ず
い
た
。

こ
の
鎌
倉
諏
訪
氏
一
族
は
得
宗
被
官
の
有
力
者
の
一
人
と
し
て
幕
末

ま
で
活
躍

し
、
元
弘
三
年
（
⊇
三

号

の
鎌
倉
幕
府
滅
亡
時
に
は
、
諏
訪
入
道
直
性

を
け

じ
め
一
族
こ
と
ご
と
く
新
田
義
貞
軍
の
前
に
壮
烈
な
最
期
を
と
げ
て
い
る
。

大
祝
敦
信
の
末
弟
助
忠
は
、
湖
南
の
地
を
分
知
さ
れ
て
小
坂
姓
を
名
の
っ
た
。

助
忠
の
曽
孫
に
あ
た
る
小
坂
円
忠
は
、
鎌
倉
幕
府
の
公
事
奉
行
と
し
て
出
仕
し
、

幕
府
滅
亡
後
は
そ
の
能
吏
ぶ
り
を
買
わ
れ
て
建
武
中
興
政
府
に
仕
え
、
次
い
で
室

町

幕

府

に

も
右

筆

方

と

し

て

登
用

さ

れ

、

将
軍

足
利

尊

氏

や

夢

窓
国

師

か

ら
厚

い

信

任

を

得

て
天

竜

寺

造

営

奉
行

の
一

人

と

し

て

も

活

躍

し

て

い
る

。

こ

の

小
坂

円

忠

が

延

文
元

年

（
一
三
五
六
）
、
『
諏

訪

大

明

神

画

詞

』

を

著

わ

し

て

い
る

。

こ

の
画

詞

の
冒

頭

、

上

社

大

祝

家

の
始

祖

と

さ

れ

る

有
員

親

王

が

上
社

祭

祀

権

を
継

承

す

る

際

の
経

緯

が

次

の

よ

う
に

記

さ

れ

て

い

る

。

「
祝
（

神
明

ノ
垂
跡

ノ
初

メ
、
御
衣
ヲ
ハ
歳

ノ
童
男

ニ
ヌ
ギ
キ
セ
給

ウ
テ
、
大
祝

卜

称

シ
、
我

二
於
テ
膿

ナ
シ
、
祝
ヲ
以

テ
腫
ト

ス
」

卜
神
勅

ア
リ
ケ
几

是

則

御
衣
祝

有
員
、
神
氏

ノ
始
祖
ナ

凡

家
督
相
次
テ
、人

且

其
職
ヲ

カ
タ
シ
ケ
ナ

ク
ス

諏
訪
上
社
大
祝

の
始
祖
有
員
は
、
明
神
を
奉
じ
て
諏
訪

の
地
に
入
り
、
先
住

の

表
２
－

２
　

上
伊
那
地
方
に
お
け
る
神
氏
分
流
系
図
（
年
代
不
詳
系
統
を
示
す
の
み
）

大

祀
元

祖

此

間

十
四

代

系

図

紛
失

有

員

１
１
‐
１
１
１
コ

「 ‾1

ゾ

１

に

大

帆

為

信

ぐ

心

白

平
｛

人
｝‐
￥
原
氏

出

氏

宮

所

氏

支
配
者
洩
矢
氏
（
守
矢
氏
）
一
族
を
従
え
て
諏
訪
の
地
を
統
括
し
、
守
屋
山
麓

に
社

壇
を
設
け
て
諏
訪
社
と
し
た
。
画
詞
に
よ
れ
ば
、
有
員
は
八
歳
の

童

子

で

あ
っ

た
。
明
神
は
、
「
私
に

は
体

が
な
い
。
し

た
が
っ
て
御
衣

を
着

た
大
祝

を

も
っ
て

明
神
と
せ
よ
」
と
神
勅
を
下

し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

す

な

わ

ち
、
上
社
大
祝

（
有

貝
）
は
「
生
き
神
（
現
人
神
）
」
と
し
て
君
臨
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以

来
、
上

社
大
祝
職
は
世
襲
さ
れ
、
有
員
一
八
世
の
孫
で
あ
る
為
伸
、
為
貞
以

降
、
大

祝
家

は
二
分
流
と
な
犬

そ
れ

ぞ
れ
多
く
の
庶
家
を
輩
出
し
な
が
ら

″
軍

神
″
諏
訪
明

神
信
仰
伸
張

の
中

で
信
濃
各
地
に
繁
行

し
、

彼
等
は
「
神
氏
一
統
」

と
し

て
諏
訪

社
を
精
神
的
支
柱
に
仰
ぎ
な
が
ら
大

祝
家
の
も
と
に
結
束

し
て
い
た
。

比
較
的
信
頼
性
の
高
い
『
前
田

本
神
氏
系
図
』

に
よ
っ
て
上
伊

那
地
方

で
蕃
行

し
た
神
氏
一
統

を
拾

っ
て
み
る
と
表

２
１

３
と
４

の
よ
う
に

な
る
。
す
な
わ
ち
、

為
伸
流
三
氏
、
為
貞
流

八
氏

の
計
一
一
氏

を
数
え

る
。
こ

れ
ら
神
氏
一
統

は
表
２

－

３
に
み

る
よ
う
に
上
伊

那
北
部
、
中
部
諸
地
区
に

ま
ん
べ
ん
な
く
定
着
し

て
お

宍

諏
訪
社

夭

祝
家
）
に

よ
る
上
伊
那
支
配

の
あ
と

は
疑

う
余
地

の
な
い
こ
と

を

表
２
ｊ
３
　
上
伊
那
地
方
に
お
け
る
神
氏
一
一
氏
の
本
拠
地

大 祝 為 貞 流 大祝為仲流

○　○　○　○　○　○　○　○
矢 栗 宮 知 平 中 松 藤

島 原 所 久 出 沢 島 沢

氏 氏 氏 代 代 氏 氏 氏

○　○　○笠 保 深 ふ

原 科 沢 具

氏 氏 氏

氏

族

辰 箕 辰 駒 箕 高
野 輪 野 ヶ 輪 遠
町 町 町 根 町 町
宮 南 平 市 松 藤

所 小 出 中 島 沢
河　　 沢　　 谷
内　　　　 の

の　　　　 ち
ち　　　　

同
下　　　　 族
伊　　　　 が

那　　　　
箕

郡　　　　 輪

知　　　　 町
久　　　　 福

与

大
出
に

進
出

伊 高 箕

那 遠 輪
市 町 町

美 藤 深
篤 沢 沢

笠 谷 川
原　 付

近
本

拠

地

薩

也

－

銘

○
汁
の
　
　
　

Γ
知
久
氏
　
　
上
伊
那
住
人

藤
沢
ヤ

Ｏ

卜

Ｏ

往

訪松
島
祖

栗
原
氏

川
矢
島
氏



第１節　武家 政権の成立 と伊那

う
か
が
わ
せ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
諸

氏
の
う
ち
、
特

に
箕
輪

に
本

拠
を
構
え
た
為
貞

流
の
藤

沢
氏
に
つ

い
て
ふ
れ
て
お
く
。

表
２
－
４
　
『
神
氏
系
図
』
に
よ
る
藤
沢
氏
略
図

長 嵌Jh（ ｜

大

祝
　

本

・
頼

信
－

為

方真
　
　
　
　
範
真

｝
　
　
　

千
野
大
夫
　
　千
野
太
郎

家
　

ｉ

光
親
　
　
　
　
光
弘

一

藤
屏
神
次

親
貞－

清
親
　
　
　
清
正
１

朝
清－

政
頼

泳
　
　

一

‐
光
清
　
　
　
　
　
　
　－松
島
氏
祖

藤
沢
氏
は
、
為
貞
流
の
庶
家
で
あ
る
千
野
大
夫
光
親
の
二
男
、
神
次
親
貞
を
も

っ
て
始
祖
と
す
る
。
神
次
親
貞
は
、
諏
訪
社
の
御
狩
神
事
場
と
し
て
、
ま
た
、
諏

訪
と
伊
那
を
結
ぶ
杖
突
峠
へ
の
交
通
要
路
で
も
あ
っ
た
藤
沢
谷
の
黒
河
内
藤
沢
庄

の
地
頭
と
し
て
分
立
し
、
地
名
を
冠
し
て
姓
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ

て
い
る
。
藤
沢
氏
を
名
の
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

お
そ
く
と
も
亨
水
二
年

二

一
八
三
）
以
前
と
考
え
ら
れ
、
既
に
木
曽
義
仲
の
北
陸
道
進
攻
の
従
軍
者
の
中
に

千
野
六
郎
と
な
ら
ん
で
藤
沢
氏
の
名
が
見
え
、
ま
た
、
寿
永
二
年
の
備
中
国
瀬
尾

の
合
戦
に
お
け
る
奮
戦
ぶ
り
が
『
平
家
物
語
』
の
中
に
も
描
写
さ
れ
て
い
る
。

藤
沢
氏
は
、
義
仲
滅
亡
後
の
早
い
時
期
に
頼
朝
に
帰
心
を
許
さ
れ
る
と
共
に
藤

沢
谷
な
ど
の
本
頷
も
安
堵
さ
れ
御
家
人
に
列
し
て
い
る
。
鎌
倉
幕
府
の
支
配
下
に

入
っ
た
藤
沢
氏
は
、
代
々
弓
箭
の
道
に
高
名
を
は
せ
、
な
か
で
も
神
次
親
貞
の
子

藤
沢
清
親
は
華
々
し
い
活
躍
を
し
て
お
り
、
『
吾
妻
鏡
』
の
中
に
も
二
十
数
か
所

に

わ
た
り
そ
の
動
静

が
記
載

さ
れ
て
い
る
。

そ
の
初
見

は
、

文
治
三
年
（
一
一
八

七
）
で
あ
宍
　

弓
場
御
的
勤
仕
に
対
し

て
頼
朝

よ
旦

二
張

の
弓

を
下
賜

さ
れ
た
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
も
清
親
は
た
び
た
び
、
将
軍
家

が

主

催

す

る
「
弓

始

」

や

「

笠

懸

」

等

に

お

い
て

選

ば

れ

て

射

手

を

勤

め

る

光

栄

に
浴

し

て

い
る

。

清

親

の

弓

の

技

量

が

い
か

に

優

れ

た

も

の

で

あ

っ
た

か

を

『
吾

妻

鏡
』

の
建

久
四

年

二

一
九
三
）
三

月

二

五

日

の

条

で

は

次

の

よ

う

に

伝

え

て

い
る

。

廿
五
日
壬
辰
、
武
蔵
国
入

間
野
に
於
い
て
追
鳥
狩
あ
り
。
渾
渾

二
郎
清
親
、
百
発

百

中
の
芸
を
施
す
。
獲
雄
五
、
獲
俯
廿
五
の
名
を
楊
ぐ

。
将
軍

御
感

の
あ
ま
リ
駕

た
ま
う

と
こ
ろ

の
御
馬
、
号
一
郎
、
自
ら
こ
れ
を
引

か
し
め
た
ま
う
。
（
下

略
）

（
国
史
大

系
『
吾

妻
鏡
巻
一
』
原
漢

文
）

武

蔵
国

人
関

野

の

狩
場

で
藤

沢

清

親

は

「
百

発

百

中

」

の

腕
前

を
披

渥

し
、

驚

嘆

し

た
将

軍

頼

朝

は
乗

馬

を
自

ら

の

手
で

清

親

に

与

え

た
と

い

う

の
で

あ

る

。
清

親

の

面

目
躍

如

た

る

エ
ピ

ソ

ー

ド

で

あ

る

。

こ

う

し

た
武

芸
技

量

の
優

秀

さ
に

加

え

、

文

治

三
年

に

お

こ

っ

た

奥
州

藤

原

氏

征

討

軍

に

従

軍

し

戦

功

を

あ

げ

た

情
親

は
、

し

だ

い
に

将

軍

家

や

執

権

北

条

氏

か

ら
厚

い
信

任

を
得

て

い
っ

た

。

た

ま

た

ま
承

久

三

年

（
一
二
二

こ

五
月

に

勃

発

し

た

承

久

の
乱

の
折

に

は
、

幕

府

軍

の
総

大

将

北

条

泰
時

が
鎌

倉

出

発

に

あ

た

り

当

時

稲
村

綺

の

稲
瀬

川

辺
に

あ

っ
た
藤

沢

情

親
邸

に

止
宿

し

て

い
る

。

廿
一
日
甲
辰

、
天
下

重
夏

等
評
議
を
重
ね
る
　

（
中

略
）
・：

早
く
進
発
す
べ
き
の
由
、
武
州

に
示
付

す
。
働

っ
て
武
州
今
夜
門

を
出
で
渾
渾

左
衛
門

尉
清
親
の
稲
瀬
河
の
宅
に
宿
す
。
　
　
　
（
国
史
大
系
『
吾
妻
鏡
巻
一
』
原
漢
文
）

承
久
の
乱

は
、
鎌
倉

幕
府
の
存
亡
を
か
け
た
重
大

事
件

で
あ

っ
た
。
乱
平
定

後

ほ
ど
な
く
し
て
執
権
職

に
就
任
を
す
る
北

条
泰
時

が
大

将
と
し
て
上
洛

す
る
。
鎌

倉
よ
り
進
発
す
る
前
夜
、
清
親
宅
に
一
夜
の
止
宿
を
求
め
た
と

い
う
の
で
あ
る
か

ら
藤
潭
清
親
に
対
す
る
幕
府

の
信
頼
度
が

い
か
に
高

い
も

の
で
あ

っ
た
か
を
う

か

が
え

よ
う
。
清
親
自
身

は
こ

の
時
従
軍
せ
ず
嫡
子
を
従
軍
さ
せ
て

い
る
。

印
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『
吾
妻
鏡
』

の
中
に
記
載
さ
れ
て

い
る
藤
滓
清
親
に
関
す
る
最
後

の
記
事
は
、

嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）
七
月

一
九
日

の
条

の
も

の
で
、

の
ち
五
代
執

権

と

な

っ

た
北
条
時
頼

の
流
鏑
馬
指
南
役
と
し
て
勤
仕
し

た
時

の
も

の
で
あ
る
。
か
な
り

の

高
齢
に
達
し
て

い
た
と
考
え
ら

れ
る
清
親
は
、
こ

の
後
ほ
ど
な
く
没
し
た
も

の
と

思

わ
れ
る
が

（『
藤
沢
村
史
』
で
は
一
二
四
〇
年
ご
ろ
没
と
し
て
い
亘

、
『
吾
妻

鏡
』

に

よ
る
初
見

の
文
治
三
年
以
来
、
実
に
五
〇
年
間
に
も
及
ぶ
長
期
間

に
わ
だ

っ
て
の

活
躍
は
、
武
術

の
技
量
は
も
ち
ろ
ん
執
権
得
宗
家
の
信
頼
の
厚

さ
を
物
語
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

こ

の
ほ

か
、
『
吾
妻

鏡
』

は
、

藤
津
清
親
の
子
の
四
郎
光
清
や

藤
沢
小
四
郎
忠

情
、
同
左
近
将
監
時
親
、
同
左
衛
門
五
郎
光
朝
ら

の
藤
沢
氏
一
族
が
「
弓
始
」
や

「
的
始
」

の
射
手
に
選
ば
れ
た
と

の
弓
箭

の
道
で
活
躍
し
た
記

事
を
数
多
く
載

せ

て

い
る
。
し
か
し
、
『
吾
妻
鏡
』

の
後
段

か
ら
は
藤
沢
氏

の
記
事

は
ほ
と

ん

ど

見

当
た
ら
ず
、
藤
沢
谷
に
拠

っ
た
藤
沢
氏
の
勣
静
も
手
掛
か
り
は
少

な
く
な
る
。

そ
し
て
、

そ
の
こ
ろ
か
ら
藤

沢
氏
の
一
族
が
こ
の
箕
輪
郷

に
進
出
し
、
勢
力

を

張

っ
た
の
で
は
な

い
か
と

い
わ
れ
て

い
る
。
そ
の
手
掛

か
り
と
な
る
史
料

に
、
元

亨

二
年
（

⊇
一
二
三
）
の

年
記
を
も

つ
「
諏
訪
下

社
文
書
」
か
お
る

。
こ

れ
は
、
塩

尻

郷
東
條

の
地
頭

で
あ

っ
た
塩
尻

重
光
が
諏
訪
下
社

に
納
む
べ
き
神
役
用

途
を
抑

留

し
た
と
の
理
由

で
幕
府

へ
訴
え
た
時

の
執
権
下

知
状

で
、
「
近
隣

の
地
頭

で

あ

る
藤
屏

左
衛
門

尉
信
政
」
に

塩
尻

重
光

の
抑
留
用

途
を
催

促
さ
せ
る
よ
う
命

じ
た

内
容

と
な

っ
て

い
る
。

信
政
は
、

藤
屏
清
婉
の
玄
孫
（
『
千
野
姓
古
系
図
』
に
よ
亘

と
も
清
親
の
孫
（
『
藤
沢
村
史
』
に
よ
る
）
と
も
さ
れ
る
人
物
で
、
『
藤
沢
村
史
』

で

は
、

塩
尻
郷

の
近
隣
地

と
は
上
伊

那
北
部

を
指

し
、
藤
沢
氏

が
箕
輪
郷
に

進
出

し

て

い
た
こ

と
を

裏
付

け
る
も
の
と
し
、

さ
ら
に
、
『
諏
訪
大
明

神
圓
詞
』
・
「
大
祝

家
文

書
」
・
『
承
久
記
』
『
吾
妻
鏡
』
な

ど
の
史
料

か
ら
、
承
久

の
乱
に
従
軍

し

た

神
氏
一
統

の
動
静
や
乱

後
の
恩
賞
地
に

つ

い
て
考
察

し
、
乱

後
、

神
氏

一
統
に

あ

っ
て
は
「
忠
節
を
抽
ん
で
恩
賞

を
蒙

る
者

数
十
人
」
（「
大
祝
家
文
書
」
）
、
「
神
家
輩

多
ク
西
国
北
国
に
居
住

シ
、
後
胤
猶
相
続
セ
リ
。
豊
皆
彼
時
恩
賞

ノ

地

テ

ル

ペ

ン
」
（
『
諏
訪
大
明
神
画
詞
』）
と
ヽ

従
軍

し
た
多
数
の
者
が
新
補
地
頭

（
一
一
八
五
年
ヽ

７

頼
朝
が
源
義
経
の
追
捕
の
た
め
設
定
し
た
本
補
地
頭
に
対
し
、
承
久

の
乱

後

の
コ

ご
こ
二

年
、
乱
後
戦
功
の
あ
っ
た
御
家
人
に
新
補
率
法
を
も
っ
て
荘
園
に
配
し
た
地
頭

を

い

う
）

に
補
任
さ
れ
た
事
実
を
指
摘
し
、
北
條
泰
時
の
陣
宿
を
勤
め
、
ま
た
将
軍

家
々

執

権
北
條
氏
か
ら
信
頼

の
厚
か

っ
た
藤
沢
氏
も
ま
た
、
当
然
、
論
功
行
賞
に
も
れ
る

こ
と
な
く
、
箕
輪
郷

の
新
補
地
頭
に
補
任
さ
れ
た
の
で
は
な

が
る
う
か
と
推
論
し

て

い
る
。
こ

の
説
は
、
現
在
に
至
る
も
大
方
の
賛
意
を
得
て

お

り
、
『
上
伊

那
誌

歴
史
篇
』
な

ど
で
も
こ

の
説
に
拠

っ
て

い
る
。

と
も
あ
れ
、
地
理
的
に
は
箕
輪
郷
藤
沢
氏

の
本
拠
地
と
さ
れ
る
福
与
城
と
藤
沢

谷
と
は
背
合

わ
せ

の
位
置
に
な
宍

意
外
な
ほ
ど
隣
接
し
た
こ
の
二
地
域
の
交
流

は
か
な
り
密
で
は
な
か

っ
た
か
と
思

わ
せ
る
。
時
代

が
下

っ
て
室
町
時
代
中

ご
ろ

に
な
る
と
、
藤
沢
氏
一
族
の
箕
輪
郷
支
配
を
裏
付

け
る
手
掛
か
り
が
幾
つ
か
残
さ

れ
て

い
る
。
永
享

コ

ー
年
（
一
四
四
○
）
、
下

総
国

の
守
護
大
名
で
あ

っ
た

結
城
氏

朝

は
、
前
年

の
関
東
の
大
乱
（「
丞

旱
の
乱
」
）
で
敗
死

し
た
鎌
倉

公
方
足
利

持
氏
の

遺
児
を
援
け
て
挙
兵
し
た
。
「
結
城
合
戦
」
と
呼

ぶ
こ

の
戦
闘
に
信
濃
国

か

ら

多

数
の
武
士
が
幕
府
軍

と
し
て
参
陣
し
た
。
こ
の
従
軍

武
士
が
「
結
城

陣
番

帳
」
に

載

っ
て

い
る
が
、
（
四
、
室
町
時
代
の
項
参
照
）
、
藤
沢
氏
は
単
独

で
第

一
一

番

隊

を

構
成
し
、
他

の
伊

那

の
諸
氏
と
は
き

わ
た

っ
た
勢
力
の
大
き
さ
を
誇
示
し
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
、
恐
ら
く
藤
沢
谷
の
藤
沢
氏
の
み
な
ら
ず
箕
輪

郷
の
藤
沢
氏
の
勢
力

も
合
算
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
そ
の
他
、
諏
訪
上
社
に
伝
わ
る
『
諏
訪

御
符
鐙
之
古
書
』
に
次
の
三
点
の
藤
沢
氏
関
係
の
文
書
か
お
る
。

二
四
五
七
）

①
　
康
正
三
年
　
　
花
会

（

道
政
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
役
）

一

、

箕

輪

、

藤

沢

遠

江

守

、

御

符

疆

一

貫

八

百

文

、

頭

佞

拾

五

貫

文

、
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二

四
七
二
）

②
　

文
明
四
年
壬
辰
　

明
年
花
会
御
頭
足

一
、
礒

並
、
大
井
且
、
藤
沢
出
羽
守
有
兼
、
御
符
鎧
一
貫
八
百
文
、
使
三
郎
、
此
年
母

死
去
、
頭
侵
拾
貫

③
　
文
明

九
年
丁
酉
　

花
会
明
年
御
頭
足

一
、
御
堂

、
箕
輪
郷
御
符
祝
三
貫

八
百
文
、
使
三
郎
、
藤
沢
遠
江
守
信
有
、
頭
侵
二
十

貫

一
五

世

紀

の

後
半

に

「
箕

輪

、

藤

沢

遠

江

守

（
道

政
）
」
、
「
大

井

且

、

藤

沢

出

羽

守

有

兼

」
、
「

箕

輪

郷
、

藤

沢
遠

江

守

信

有

」

の

三

人

が
勢

力

を
有

し

て

い

た

こ

と

に

な

る

。

血
縁

関

係

な

ど
未

詳

で

あ

る

が
、

少

な

く

と

も
箕

輪

町

大

出

を
本

拠

と

す

る

一
族

と
、

戦
国

期

の
藤

沢

氏

の
動

静

を

考
慮

す

れ

ば
、

恐

ら

く
福

与

城

を
本

拠

と

す

る

一

族

と

が

あ

っ
た

こ

と

を

う

か

が

わ

せ

る

。

「

神

氏

系
図

」

は
、

こ

の
ほ

か

藤

沢

氏

の

庶

家

と

し

て
松

島

氏

を

載

せ

て

い

る

。

藤

沢

清

親

の

孫

を

始
祖

と

す

る
松

島

氏

の

出
自

に

つ

い
て

は
、

海

野

氏

説

や

小

笠
原

氏

説

な

ど

諸

説

か

お

る

が
、

藤

沢

氏

の
箕

輪

進

出
時

期

を

承

久

の
乱

後

と

す

れ

ば

、

藤

沢

氏

の

庶

流

と

考

え

る

方

が

妥

当

で

あ

ろ

う

。
本

拠

地

は
箕

輪
町

松

島

の
中

央

西

方

の
段

丘

上

に

あ

る

松

島

古

城

で

あ

っ
た

と

伝

え

ら

れ

て

い
る

。

三
　

南
北
朝
の
争
乱
と
伊
那

Ｈ
　
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡

元
弘
元
年
（
二
三
二

）
四
月
、
後
醍
醐
天
皇
の
側
近
日
野
悛
基
ら
に
よ
る
鎌

倉
幕
府
討
滅
の
謀
議
が
、
文
保
の
和
談
以
降
朝
幕
間
の
斡
旋
に
苦
慮
し
て
い
た
内

大
臣
吉
田
定
房
の
密
告
に
よ
り
露
見
し
た
。
こ
の
謀
議
（
元
弘
の
変
）
は
、
天
皇

み
す
が
ら
積
極
的
に
企
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
天
皇
自
身
に
と
っ
て
も
正
中
の

変
（
一
三
二
四
）
に
つ
い
で
二
度
目
の
決
意
で
も
あ
っ
た
。
天
皇
は
、
六
波
羅
勢

の
攻
撃
の
動
き
を
察
知
す
る
と
京
都
を
離
脱
し
東
大
寺
東
南
院
に
避
難
し

た
の

ち
、
間
も
な
く
笠
置
（
京
都
府
相
楽
郡
）
の
要
害
に
龍
っ
た
。

元
弘
元
年
九
月
、
鎌
倉
幕
府
は
大
仏
貞
直
・
金
沢
貞
冬
を
将
と
す
る
二
〇
万
余

騎
の
大
軍
を
上
洛
さ
せ
笠
置
の
要
害
に
迫
っ
た
（『
北
条
九
代
記
』）。
と
こ
ろ
で
、

鎌
倉
時
代
の
末
と
も
な
る
と
生
産
力
の
高
い
畿
内
や
そ
の
周
辺
部
で
は
、
そ
の
高

い
生
産
力
に
支
え
ら
れ
て
新
興
在
地
領
主
層
が
広
汎
に
誕
生
し
て
い
た
。
彼
ら
は

幕
府
や
荘
園
領
主
の
い
ず
れ
に
も
支
配
さ
れ
ず
、
相
互
に
連
携
し
な
が
ら
独
自
の

経
済
力
や
軍
事
力
を
保
有
し
て
荘
園
権
益
を
侵
略
し
、
そ
の
行
動
力
は
し
だ
い
に

幕
府
や
荘
園
領
主
に
と
っ
て
大
き
な
脅
威
を
与
え
る
ま
で
に
な
っ
て
、
そ
れ
が
た

め
悪
党
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
笠
置
の
天
皇
の
も
と
に
は
、
こ
う
し
た
悪
党
や
南
都

の
僧
兵
た
ち
が
多
数
参
加
し
て
い
た
。
ま
た
、
悪
党
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
楠

木
正
成
は
河
内
国
の
金
剛
山
麓
の
赤
坂
城
に
拠
っ
て
天
皇
を
支
援
す
る
た
め
の
兵

を
挙
げ
た
。
彼
ら
は
俄
づ
く
り
の
寄
せ
集
め
的
軍
勢
で
は
あ
っ
た
が
、
地
利
を
得

て
の
遊
撃
戦
法
を
も
っ
て
一
か
月
ほ
ど
善
戦
し
た
。
し
か
し
、
赤
坂
城
が
落
城
し

た
の
に
続
き
一
〇
月
初
め
に
は
笠
置
の
要
害
も
落
ち
、
天
皇
以
下
多
数
が
捕
わ
れ

の
身
と
な
っ
た
。
京
都
に
移
さ
れ
た
天
皇
は
、
持
明
院
統
の
光
厳
天
皇
へ
皇
位
の

委
譲
を
強
要
さ
れ
た
の
ち
、
翌
元
弘
二
年
（
二
一
三
二
）
二
月
、
そ
の
身

を
隠
岐

へ
配
流
さ
れ
た
。

笠
置
落
城
後
の
畿
内
各
地
で
後
醍
醐
天
皇
の
第
二
皇
子
大
塔
宮
護
良
親
王
や
赤

坂
城
よ
り
行
方
を
く
ら
ま
せ
て
い
た
楠
木
正
成
ら
は
反
幕
府
勢
力
を
結
集
し
、
元

弘
二
年
の
暮
に
は
河
内
国
の
千
早
城
で
正
成
か
、
ま
た
護
良
親
王
は
吉
野
で
再
び

討
幕
の
兵
を
あ
げ
た
。
殊
に
、
千
早
城
に
拠
っ
た
正
成
は
変
幻
自
在
の
遊
撃
戦
を

展
開
し
て
目
ざ
ま
し
い
奮
戦
を
し
た
（『
太
平
記
』）
。
そ
れ
に
呼
応
し
て
名
和
長
年

や
赤
松
則
村
と
い
っ
た
畿
内
周
辺
部
に
あ
っ
た
非
御
家
人
、
そ
の
ほ
か
得
宗
専
制

に
不
満
を
抱
く
御
家
人
な
ど
の
挙
兵
や
造
反
が
相
次
ぎ
、
畿
内
周
辺
に
戦
乱
が
広
　
ｊ

が
っ
た
。
元
弘
三
年
（
⊇
一
三
二
）
閏
二
月
、
こ
う
し
た
情
況
の
中
で
天

皇
は
密
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か
に
隠
岐

を
脱
出
し
て
名
和
長
年
の
手
引

き
で
伯
貴
国
の
船
上
山
に

迎

え

ら

れ

た
。事

態
の
成
行
き
に
驚

い
た
幕
府
は
、
急
拠
足
利
高
氏
（
の
ち
尊
氏
と
改
名
）
と
名

越
高
家
ら
を
将
と
す
る
増
援
軍
を
上
洛
さ
せ
た
。
足
利

氏
は
、
源

義
家
の
孫
で
あ

る
義
康
を
始
祖
と
し
、
下

野
国

足
利

庄
の
地
頭
職

を
世
襲
し
て
き
た
有
力
御
家
人

の
一
人
で
あ
る
。
こ
の
足
利

氏
に
は
「
義
家
の
遺
言
状
」
の
エ
ピ
ソ

ー

ド
（
今
川

了
悛
著
『
難
太
平
記
』
）
か

お
る
。
そ
れ
は
、
「
我
（
義
家
）
七
代

の
孫
に
吾

生
替

り

で
天
下

を
と
る
べ
し
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
義
家

七
代
目

の
家
時

は
、

こ
の
遺

言

に
応
え
る
器
量

と
時

節
と
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
な
い
こ

と
を
悟

る
と
、「
我
（
家
時
）

命

を
つ
づ
め
て
三
代

の
中
に
天
下

を
執

ら
し

め
給

へ
」
と

の
八
幡
菩
薩

へ
の
祈
願

文

を
残
し

て
自
刃
し
果

て
た
。
高
氏

は
家
時

の
孫
に
あ

た
る
。
高
氏

は
日
ご

ろ
祖

父

の
無

念
を
思

い
続
け

て
い
た
と

い
い
、
秘

か
に
時
節

の
到
来
す

る
の
を
待
ち
望

ん
で
い
た
と
い
わ
れ
る
。
幕
命

を
受
け

て
上
洛
し

た
高
氏
は
、
山
陰
道
へ
の
出
陣

の
途
次
、

か
ね
て
よ
り

の
後
醍
醐
天
皇
と

の
密
約
に
基
づ

い
て
叛
軍
を
決
意
し
、

五
月
七
日
、
軍
を
京
都
に
向
け
て
反
転
さ
せ
る
と
、
翌
八
日
に
は
六
波
羅
探
題
を

攻
撃
、

つ
い
に
壊
滅
さ
せ

た
。

時
を
同
じ
く
し
て
上
野
国
新
田

庄
の
地
頭
で
あ

っ
た
新
田

義
貞
が
討
幕
の
兵
を

あ
げ
た
。
新
田
氏
も
ま
た
源
義
家
流
の
源
氏
で
あ
り
、
始
祖
義
重
は
足
利
氏
の
始

祖
義
康
と
兄
弟
の
続
柄
で
あ
る
。
新
田

義
貞
の
挙
兵
の
契
機
に
は
諸

説

か

お

る

が
、
直
接
的
に
は
元

弘
三
年
春
、
鎌
倉
幕
府
が
戦
費
徴
収
の
名
目
で
新
田

庄
世
良

田

の
地
に
六
万
貫
も
の
公
事
を
課
し
、
収
納
使
を
新
田

庄
内
に
立
人
ら
せ
た
こ
と

に
対
す
る
強
い
反
発

か
ら
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

上

野
国

新
田

庄
と
下

野
国

足
利

庄
は
地
理
的
に
も
極

め
て
隣

接
し
て
い
る
。
義

貞

は
足
利

高
氏
の
子

の
千

寿
丸

と
共
に
武
蔵
国

へ
進
攻
し
、

各
地
で
幕

府
軍

を
撃

破

し
、

そ
の
勢
力

は
合
戦

ご
と
に
大

き
く
ふ
く
ら
ん
で
い
っ
た
。
五
月

一
八
日
、

新
田
軍

は
つ
い
に
鎌
倉
近
郷

の
洲
崎
で
幕
府
軍

を
破

る
と
、

そ
の
一
部

は
稲
村
ケ

綺
か
ら
鎌
倉
の
前
浜
に
乱
入
し
た
。
し
か
し
、
得
宗
被
官
の
諏
訪
氏
や
長
崎

氏
な

ど
の
幕
府
軍
の
奮
戦
め
ざ
ま
し
く
、
新
田
軍

は
お
し
も
ど
さ
れ
た
。
翌

一
九
日
に

は
極
楽
坂
で
、
二
〇

日
は
霊
山
寺
あ
た
り
で
両
軍

の
激
戦
が
続
行

さ
れ
、

五
月

二

一
日
、
新
田
軍

の
主
力
は
干

潟
に
な
っ
た
稲
村

ケ
綺

か
ら
一
気
に
鎌
倉
に
突
入

し

た
。
二
二
日
に
な
る
と
化

粧
坂
や
巨
福
呂

坂
の
幕
府

の
堅
陣

も
破

ら
れ
、

こ
れ
ら

の
切

り
通
し
か
ら
も
新
田
軍

が
鎌
倉
に
乱
入
、
数

か
所

か
ら
火

の
手
も
あ
が
り
猛

火
に
包

ま
れ
た
。
北

条
氏

一
族

の
中
に

あ
っ
て
目

ざ
ま
し

い
活
躍

を
み
せ

て
い
た

大
仏
氏
や
金
沢
氏

な
ど
も
次

々
に
討
死
し
、
戦
闘

の
趨
勢
も
み
え

て
く
る
と
、

小

町

の
屋
形
に

い
た
北

条
高
時

は
北
条
氏
代

々
の
墓
所
で
あ
る
東
勝
寺
に
移
り
、
そ

こ
で
一
族
家
人
と
も

二

八
〇
余
人
と
共
に
自
刃
し

た
。
『
太
平
記

』
は
、

そ
の
最

期

を
詳
し

く
伝
え
て

い
る

。
中
で
も
最
後
ま
で
高
時
の
側
に

い
て
鎌
倉
方
を
支
え

奮
戦
し
て
き

た
諏
訪
入
道
真
性
は
、
気
お
く
れ
す
る
高
時
の
御
前
へ
率
先
し
て
進

み
出
で
、
高
時

の
手
本
に
と
自
ら
の
腹
を
切
り
割

い
て
壮
烈
な
自
刃
を
遂
げ
、
諏

訪
氏
一
族
も
こ
と
ご
と
く
あ
と
を
追

い
、
ま
た
、
北
条
氏
に
殉
じ
た
信
濃
武
士
は

数
千
人
に
も
及

ん
だ
と
記
し

て
い
る
。

諏
訪
入
道
真
性
の
子
息
三
郎
盛
高
は
、
た
だ
主
従
二
騎
ば
か
り
に
な
っ
て
最

期

の
御
供
に
と
北
条
泰
家
（
高
時
の
弟
）
の
も
と
に
馳
せ
か
け
つ
け
だ

と

こ

ろ
、

亀

寿
丸
（
高
時
の
幼
児
）
の
養
育
を
懇
請
さ
れ
た
た
め
、
意
を
決
し
て
兵

火
の
鎌
介

を

脱
出
し
諏
訪
大
祝
時
継
を
た
よ
っ
て
落
ち
の
が
れ
た
。
こ
の
亀

寿
丸

は
、

の
ち
北

条
時
行

と
名
の
り
鎌

倉
幕
府
再
興

の
た
め
諏
訪
、
伊

那
で
活
動

す
る
こ
と
に

な
っ

た
人
物
で
あ

る
。

こ
う
し
て
、
建

久
三
年

二

一
九
二
）
源
頼
朝

が
鎌
倉
に

幕
営

を
開

い

て

よ

り

お
よ
そ
一
四
〇

年
を
経

て
、
元
弘
三
年
五
月
、
鎌
倉
幕
府

は
こ
こ
に
滅
亡
し

た
。

こ
の
間
、
承
久

の
乱

後
鎌
倉
に
出

て
得
宗
被
官
と
し

て
執
権
北

条
氏
に
出
仕
し

た

諏

訪
盛
重
と
そ
の
一
族
、

あ
る
い
は
藤
沢
氏
や
金
刺
氏

の
よ
う
に
御
家
人
と
し
て

出
仕

し
た
神
氏

一
統

ら
伊

那
に

ゆ
か
り
の
武

土
た
ち
が
政
治

の
舞
台
や
戦
乱

の
中

72



第１節　武家政権 の成立 と伊那

で
大

き
な
足
跡

を
し

る
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

≒
　

北
条
時
行
と
伊
那

１
　

中
先
代
の
乱

鎌
倉
幕
府
滅
亡
直
後
、
後
醍
醐
天

皇
は
京
都
に
あ

っ
た
持
明
院

統
の
光
厳
天

皇

を
廃
し
て
復
位
し
、
六
月
に
は
京
都
に
入

っ
て
新
政
権
を
樹

立
し
た
。
天

皇
は
、

平
安
時
代
中
ご
ろ
天
皇
親
政
を
行
な

っ
た
醍
醐
・
村
上
両
天

皇
の

政

治
（
延
喜
・

天
暦
の
治
）
を
理
想
と
し
、

親
政
を
行
う
と
と
も
に
「
古
の
興

廃
を
改

め

て
、
今

の
例
は
昔

の
新
儀
也
。

朕
が
新
儀
は
未
来
の
先

例
た
る
べ
し
」
（『
梅
松
論
』
）
と
の

意
気
込
み
を
も

っ
て
建
武

の
中
興
政
治
に
と
り
か
か

っ
た
。

新
政
府

の
地
方
支
配

は
、
殊
に
鎌
倉
幕
府
の
根
拠
地
で
あ
っ
た
関

東
の
成
敗
を

重
視
し
、
鎌
倉
の
地
に
将
軍
府
を
置

い
て
そ
の
支
配

を
執
行

せ
し
め
た
。
鎌
倉
府

将
軍

に
は
ま
だ
幼
少
で
あ

っ
た
成
良
親
王
を
あ
て
、

補
佐

役
た
る
鎌
倉
公
方

に
は

足
利
尊
氏
（
高
氏
は
功
労
に
よ
り
天
皇
の
尊
を
賜
わ
り
改
名
）
の
弟

で

相
模
守
で

も
あ

っ
た
足
利

直
義
を
補
任
し
た
。
し
か
し
、

復
古

的
性
格
を
も
つ
建
武
政
権
に

あ
っ

て
は
、
公
家
に
厚

い
論
功
行
賞

や
政
治
運
営
に
、
強

く
反
発

を
す
る
武
士
側

の
不

満
も
絡
ん
で
極
め
て
不

安
定
な
政
情
と
な
っ
て
い
た
。
鎌
倉

府
の
置

か
れ
た
東
国

で
、
早
く
も
建
武
二
年
（

⊇
一
三
五
）
六
月

に
は
政
府
転
覆

の
策
動

が

始

ま
っ
て

い
た
こ
と
を
『
太
平

記
』
は
伝
え
て

い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
策
動

の
中

心
人
物
の

一
人
権
大
納
言
西
園
寺
公
宗
は
、
北

条
高
時
の
弟
泰
家
を
庇
護

し
て
お
り
、
諏

訪

大
祝
家
に
か
く
ま
わ
れ
て

い
た
北

条
時
行
（
亀
寿
丸
）
共

々
挙
兵

す
る
と

の
情
報

が

天
皇

の
耳
に
ま
で
達
し
て

い
た
。

同

年
七
月
、
そ
の
謀
叛
の
情
報
は
現

実
の
も
の
と
な
っ
た
。
諏
訪
上
社
大
祝
時

継
と
そ

の
父
三
河
入
道
昭
雲
頼
重
は
、
佐
久
や
小
県
に
分
拠
し
て
い
た
滋
野

・
望

月
・
海
野
な
ど

の
神
氏
党
を
引

率
し
北
条
時
行

を
擁
し
て
鎌
倉

に
向

け
て
進
攻
を

開
始
し
た
。
七
月
一
四
日
、
時
行
軍

は
ま
ず
信
濃
国

の
守
護

小
笠
原
貞
宗

と
埴
科

郡
青
沼
に
お

い
て
合
戦
し
こ
れ
を
破

っ
た
。
時
行

挙
兵
の
報

は
関

東
各
地
で
鳴

を

潜
め
て
い
た
旧
御
家
人
や
御
内
人
た
ち
の
決
起
を
う
な
が
す
こ
と
に
な
り
そ
の
た

め
時
行
軍
は
た
ち
ま
ち
膨
れ
、
そ
の
勢
い
を
も
っ
て
武
蔵
国
の
女
影
原
・
小
手
指

原
・
府
中
等
に
お
い
て
足
利
直
義
の
防
御
陣
を
次
々
に
撃
破
し
て
、
七
月
二
五
日

に
は
鎌
倉
に
突
入
、
激
戦
の
の
ち
故
地

″
鎌
倉
”
を
奪
取
し
た
。
こ
れ
よ
り
先
、

戦
況
の
不
利
を
悟
っ
た
直
義
は
、
兄
の
尊
氏
と
征
夷
大
将
軍
位
を
め
ぐ
っ
て
対
立

し
つ
い
に
は
鎌
倉
の
巌
窟
に
幽
閉
さ
れ
て
い
た
護
良
親
王
を
斬
殺
す
る
な
ど
の
処

殼
を
し
て
、
単
騎
鎌
介
か
ら
脱
出
し
、
東
海
道
を
西
に
逃
走
し
た
。

関
東
に
お
け
る
北
条
時
行
ら
の
反
乱
の
意
外
な
る
展
開
に
驚
い
た
後
醍
醐
天
皇

は
逡
巡
の
あ
げ
く
、
危
惧
を
抱
合
な
が
ら
も
尊
氏
の
懇
請
も
い
れ
て
、
彼
を
将
と

す
る
鎮
定
軍
を
鎌
倉
に
進
発
さ
せ
た
。
関
東
の
大
半
を
ぼ
ぼ
手
中
に
し
て
い
た
時

行
け
、
遠
江
・
駿
河
・
相
模
の
東
海
道
の
要
所
で
こ
れ
を
迎
撃
す
る
態
勢
を
と
っ

た
も
の
の
い
ず
れ
も
敗
北
し
、
結
局
、
八
月
一
九
日
に
は
尊
氏
・
直
義
連
合
軍
の

総
攻
撃
を
受
け
て
再
び
鎌
介
を
放
棄
せ
ざ
る
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
時
行
を
擁
立

し
た
諏
訪
頼
重
・
大
祝
時
継
の
父
子
を
け
じ
め
主
た
っ
た
神
氏
党
の
諸
将
四
〇
名

余
は
、
鎌
倉
の
大
御
堂
で
こ
と
ご
と
く
自
刃

し
果

て
た
。
『
太
平
記
』
は
、

よ

ぎ

Ｉ

壮

絶

な

る

神

氏

党

の

最

期

を

、

「

其

死

骸

ヲ

見

ル

ニ

、

皆

面

ノ

皮

ヲ

剥

テ

、

そ

の

何

レ

ヲ
ソ

レ
ト
モ
見
分
ケ
ザ
レ
バ
　

相
模
次
郎
時
行

モ
、
定

メ
テ
此
内

言
ソ
有
ラ
ン

ド
、

聞
ク
人
哀
ヲ
催
シ
ケ
リ
」
と
記

し
て
い
る
。
ま
た
、
『
梅
松
論
』
に
は
、
「

夫
程
に

七
月
の
末
よ
り
八
月
一
九
日
に
到

る
迄
廿

日
余
、

彼
相
模
次
郎
ふ
た
た
び
父
祖

の

旧
里
に
立
帰
る
と
い
へ
ど
も
、
い
く
程
な
く
し
て
没
落

し
け
る
ぞ
あ
は
れ
な
る
。

…
…
「
中
略
ブ
・
是

を
中
先
代

と
も

廿
日
先
代
と
も
申
す
也
」
と
あ

っ
て
、

北

条
時

行

が
鎌
倉
か
ら
脱
出
し
、
再

び
諏
訪
氏
の
勢
力

を
た
よ
っ
て
信
濃
に
逃

れ
た
こ
と

を
う
か
が

わ
せ
て

い
る
。

こ
の
乱
を

企
て
た
中
心
人
物

た
ち
を
送
り
出
し
た

当
信
濃
国

各
地
（
諏
訪
や
伊

那
）
で
の
乱
の
前
後
の
緊
迫
し
た
情
勢
を
う
か
が
わ
せ
る
手
掛

が
り
が
幾

つ
か

あ

る
。
一

つ
は
、
乱
後
の
信
濃
国
内
の
支
配

体
制
強
化
の
意
味
あ
い
か
ら
か
、

尊
氏
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第2 章 村 の中 世

の
鎌

倉

回

復

直

後

の

八
月

末

、

国

司

が

堀

川

光

継

に

交

替

し

て

お

犬

二

つ
に

は
、

九

月

三

日

、

守

護

小

笠

原

貞

宗

が

諏

訪

氏

を

は

じ

め

時

行

に

従

軍

し

た

諸

氏

の
討

伐

の

た
め

の
軍

を

お

こ

し

、
「
伊

那
横

河

城

」

を
攻

撃

し

て

い

る

こ

と

で

あ

る

。

こ

の
横

河

城

は

現

在

の
辰

野

町

横

川

で

あ

っ
た

ろ

う

と

推

定

さ

れ

て

い
る

。

こ

う

し

た

断

片

的

な

事

実

に

よ

っ
て

、

中

先

代

の

乱

が

信

濃

国

内

に

大

き

な
動

揺

を

も

た

ら

し

、

そ

れ

に

対

す

る

建

武

政

府

の

支

配

政

策

の

強

化

や

、

恐

ら

く
大

祝

時

継

に

従

軍

し

た

上
伊

那
北

部

地

方

の

在

地

領

主

の

存

在

を

浮

き
彫

り

に

す

る

こ

と

が

で

き

よ

う

。

２
　

大
徳

王

寺

城

の

戦
い

中

先

代

の
乱

後
、

信

濃

に

再

び
潜

伏

し

た
と

さ

れ

る
北

条

時

行

の

そ

の
後

の
動

静

に

つ

い

て

『

太
平

記

』

や

『
佐

野

本

系

図

』

は

、
「
乱

後

、

宮

方

軍

（
南
朝
）
に

降

り
、

北

畠

顕

家

に

従

っ

て
延

元

三

年

（
一
三
三

八
）

の
美

濃

国

青

野

原

の

合

戦

に

参

じ

た
」

と

も

「

吉

野

（
南
朝
）
に

参

じ
、

義

良

親

王

に

従

い

東

征

す

る

途
中

で

伊

勢

に

拠

っ

て
伊

勢

次

郎

と

号

し

た
」

と

も

伝

え

て

い
る

。

い
ず

れ

に

せ

よ

、

乱

後

は
南

朝

に

帰

属

し

、

信

濃

国

内

で

は

南

朝

の
有

力

な

旗
頭

で

あ

っ
た

諏

訪

氏

や

大

河

原

に

拠

っ
て

い
た

宗

良

親

王

ら

と
行

動

を

と

も

に

す

る

時

期

も

あ

っ
た

ほ

か
、

東

山

道

や

東

海

道

筋

の
各

地

を

転

々
と

し

て

い
た

と

推

測

さ

れ

る

。

諏

訪

上

社

の
神

長

官

で

あ

る

守
矢

家

に
伝

わ

る

「

守
矢

貞

実

手

記

」
（「

守
矢

文

書
」
）

は
、

暦

応

三

年
（
一
三
四
〇
）
六

月

二

四

日

、

時

行

が

「
伊

那

大

徳

王

寺

城

」

贈

挙

兵

し

た

と

次

の

よ

う

に
伝

え

て

い
る

。

幼
少

（

コ

ー歳

）
の
上
社
大
祝
頼

時
は
、
父
祖

（
頼

重
・
時

継
）

二
代
に

わ
た
る
北

条
氏

へ
の
忠

節
の
志
を
受
け
継

い
で
時
行

と
共
に
大
徳
王
寺
城
に
拠

っ
て
挙
兵
し

た
。

武
家

方
（
北
朝
）

で
信

濃
の
守
護
で

あ
っ
た
小

笠
原
貞
宗

の
大
軍
に
包
囲
さ

れ
、
四

か

月
間

に
わ
た
る
寵
城

の
後
、
大
徳
王
寺
城

は
つ
い
に
落
城

。
大
祝
頼
時

は
負
傷
し
て
諏

訪
へ
敗
走

、
時
行

は
行
方
知

れ
ず
と
な
っ
た
。
（
意
訳
）

と

こ

ろ
で

、

大

徳

王

寺

城

の
合

戦

に

関

す

る

こ

の

ほ

か

の
史

料

が

全

く

確

認

さ

れ
て
お
ら
ず
、
守
護
小
笠
原

家
（「
小
笠
原
文
書
」
）
に
も
合
戦
に

つ
い
て
の
手
掛
か

り
は
何
一

つ
見
出
さ
れ
て

い
な

い
。
「
手
記
」
に

つ
い
て
精
緻
な
史
料
考
察

を

試

み

た
小
口
珍
彦
（「
伊
那
三

二
八
号
」
）
は
、

①
守
矢
貞
実

の
生
年
や
没
年

す
ら
明
確

で
な
い
、

②
た
だ
「
守
屋
氏
系
譜
」
（
「
守
矢
文
書
」
）
に

よ
っ
て
、

彼

の
活
動
期

が

ぽ
ぼ
応
永
年
間

二

Ｅ
ユ
Ｊ
）

に
集
中

し
て
い
る
、

②
凡

そ

Ｉ
〇
項
目

か

ら

な

る

「
手
記
」

の
冒
頭

が
暦
応
三
年

の
大
徳
王
寺
城

の
合
戦
で

あ
り
、
最
終
が
応
永
五

年
二

三
九
八
）
の
も

の
で

あ
る
、

等

か
ら
み
て
大
徳
寺
城
の
合
戦
は
少
な
く
と
も

「
手
記
」
が
記
述
さ

れ
る
六
〇
年
も
以
前

の
で
き
ご
と
で
あ

っ
て
、
貞
実
自
身
の

体
験
的
事
実

の
記
録
と

い
う
よ
り
は
伝
聞
的
な
性
格
を
も

つ
史
料
と
考
え
る
べ
き

も

の
で
、
し

た
が

っ
て
、
「
手
記
」

を
信
憑
性

の
高

い
史
料
と

す
る
こ
と

は

で

き

な

い
し
、
大
徳
王
寺
城
の
合
戦
そ
の
も
の
の
事
実
さ
え
疑
問
視
さ
れ
る
、
と
し
て

い
る
。

こ
う
し
た
史
料
批
判

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
か
し
依
然

と
し
て
鎌
倉

幕
府
滅
亡

以

後
の
諏
訪
氏
や
北

条
時
行

の
動

向
、
加

え
て
大
河
原

を
拠
点
と
し
て
南
朝
勢
力

回
復
の
活
動
を
し
た
宗
良
親
王

や
、

彼
を
支

え
た
竜
東

の
地
侍
層

の
動
静
等

を
考

慮
す
る
時
、
む
し
ろ
情
況

的
に
は
大

徳
王

寺
城

の
合
戦

の
事
実

を
完

全
に
否
定

し

き
る
こ
と
も
で
き
な
い
様
に
思

わ

れ

る
。
『
信
濃
勤
王
史
放
』
（
市
村
戌
人
著
）
や

『
上
伊

那
誌
』

等
多

く
の
史
誌

書
で
は
、

遺
構
や
遺
跡
、
伝
承
等

を
手
掛

か
り
に

「
大
徳
王
寺
城
」

の
所
在
地

を
追
求
し

て
き
て
い
る
。
そ

れ
ら
が
示
す
大
徳
王
寺

城

の
主

な
比
定
地

が
、
高
遠
城
で

あ
り
、
恩
徳
寺
（
西
春
近
下
小
出
）
で
あ
り
、
鳩

吹
城
（
伊
那
市
横
山
）
で

あ
り
、
等

々
と
な

っ
て

い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
北
条
時

行

の
潜
伏
に
関

わ
る
伝
承
や
諏
訪
氏

の
支
配
領
域
が
竜
東
で
あ

っ
た
こ
と
、
そ

の

後

の
宗
良
親
王

の
活
動
地
や
当
時
の
主
要
な
交
通
路
が

い
ず
れ
も
竜
東
で
あ

っ
た

こ
と
等

か
ら
、
最
近
で
は
大
徳
王
寺
城
を
竜
東
の
三
峯
川

水
系
の

い
ず
れ
か
の
地

に
比
定
す
る

の
が
よ
り
妥
当
で
あ

る
う
と
さ
れ
て

い
る
。

な
お
、
『
鶴
岡
社
務
記
録
』
や
『
諸
家
系
図
纂
』
に
よ
れ
ば
、
北
条
時
行

け
文
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第１節　武家政権の成立と伊那

和

二
年

（

て
一
五
三
）
五
月

二
〇

日
、
鎌
倉

の
竜
ノ
ロ

で
洙
せ

ら
れ
た
と

記

さ

れ

て
い
る
。
暦
応
三
年

の
大
徳
王
寺
城

の
合
戦
以

後
一
〇
年
余
、
時
行

が
ど
こ
で

ど

の
よ
う
な
活
動

を
し
て
い
た
も
の
か
一
切
詳

か
に

な
ら
な
い
。

か
く
て
、
元
弘
三
年

の
鎌
倉
幕
府
滅
亡
以
降
、
大
徳
王
寺
城

の
合
戦

ま
で

の
約

一
〇
年
と

い
う
も
の
伊
那

の
地

は
北
条
時
行

の
軍
事
行
動

を
軸
と
し

た
戦
乱
に
明

け
暮

れ
た
の
で
あ
る
。

尚
　

宗
良

親
王

と
伊
那

建
武
中
興
政
府

の
倒
壊
後
、
延
元

三
年

（
コ

言
一
八
）
九
月
、
大
暴
風
雨

の

た

め
遠
江
国
白
羽
湊
に
漂
着
し
た
宗
良
親
王
は
、
井
伊

城
を
根
拠
地
と
し
て
し
ば
ら

く
の
期
間
を
東
海
・
北

陸
各
地
に
転
戦
し
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
や
が
て
諏
訪
大

祝

頼
継
や
そ
の
影
響
下

に
あ

っ
た
南
信
濃
の
諸
氏
を
た
よ
っ
て
伊

那
郡
大
河
原

に

渡

っ
た
の
は
、
興
国

四
年
（
一
三
四
三
）
の
暮
か
、
翌
五
年
の
春
も
ま
だ

浅

い

こ

ろ
の
こ
と
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
、
歌
人
と
し
て
も
有
名
で
あ

っ
た
親
王
の
私
歌

集
『
李
花
集
』

の
春

の
部
に
は
、
「
興
国
五
年
、
信
濃
国
大
河
原
と
申
す
山

の

奥

に
龍
居
侍

リ
し
に
、
唯
か
り
そ
め
な
る
山
里

の
垣
は
わ
た
り
見
習

は
ぬ
心
地
し
侍

る
に
、
や

う
や
う

わ
か
ぬ
春
の
光
待

ち
出

づ
る
鶯
の
百
聯

も
昔
思

ひ
い
で
ら
れ
し

か
ば
」
と
の
詞

書
が
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
の
親
王

は
ま
た
、
父
帝
（
後
醍
醐
）
の
没

後

ほ
ど
な

い
折
で
も
あ
り
、
南
朝

の
諸
勢
力
が
し
だ
い
に
衰
退

し
て
い
っ
た
時
期
に

も
あ
た

っ
て

い
た
た
め
、
信
州
の
山
奥
の
生
活

に
浸

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
の
焦
燥

感
も
強
く
、
吉
野
へ
の
出

立
を
四

六
時
中
、

考
え
て
い
た
よ
う
で
、

そ
の
つ
ど
寄

留
先

で
あ

っ
た
大
河
原

の
地
頭

、
香
坂
高
宗
な
ど
が
慰
留

し
て
い

た

様

子

を
、

『
李

花
集
』
雑

歌
の
部

の
詞
書

が
、
「
大
河
原
と
申
し
侍
り
し
山
の
奥
を
も

又

立

ち
出
て
侍

り
し
に
、
行
末

も
い
か
が
か
な
と
申

し
て
、

香
坂
高
宗

な
ど
し

き
り
に

留

め
侍

り
し
を
、
猶
す
て
て
侍

り
し
に

…
…
」

と
伝
え

て
い
る
。
結
局
、
親
王

は

文
中
三
年
（

口
一
七
四
）
こ
ろ
ま
で
の
約
三
〇
年
間
を
、

親
王
自
身

に

と
っ
て
は

三
〇
代

前
半

か
ら
六
〇
代

前
半

ま
で
の
働

き
盛
り
の
年
齢

を
、
伊

那
の
大
河
原

を

拠
点
に
活
動

し
た
の
で
あ
る
。

南
北
朝

の
争
乱

は
、

ま
た
、

信
濃
国
内
に
も
宮
方
（
南
朝
）
と
武
家
方
（
北
朝
）

の
激
し

い
対

立
抗
争

を
も

た
ら
し

た
。
北
条
時
行

の
潜
入
や
宗
良
親
王
が
進
出
し

た
伊
那
地
方

は
、
そ

の
対
立
が
殊
更
、
深
刻
で
あ

っ
た
。
信
濃
国
の
武
家
方

の
中

心

は
、
守
護

の
小
笠
原
氏
で

あ
っ
た
。
小
笠
原
氏
で
は
、

正
平
二
年
（
一
三
四
生

五
月
、
貞
宗
が
没
し
、
そ

の
子

の
政
長
が
守
護
職
に
就

い
た
。
伊

那
郡
の
伊
賀
良

庄
を
本
貫
地
と
す
る
小
笠
原
氏
は
、
飯
伊

地
方
に
群
拠
す
る
地
侍
層
の
う
ち
、
飯

島
、
片
切
、
名
子
、
松
岡
、
坂
西
と

い
っ
た
竜
西
に
広
が
る
天

竜
川

氾
濫
原

の
肥

沃
地
を
領
有
す
る
有
力
な
地
侍
た
ち
を
そ
の
支
配
下

に
組
み
入
れ
て
い
た
。
上
伊

那
地
方
七
府
中
（
松
本
）
の
守
護

所
と

伊

賀
良
庄
を
結
ぶ

交
通
路
の
あ
っ
た
竜
西

一
帯
は
、
ほ
と
ん
ど
が
武
家
方
の
勢
力
下

に
入
っ
て
い
た
。
一
方
、
宮
方

の
中

心

勢
力
は
、
諏
訪
大

祝
家
々
佐

久
の
神
氏
党
（
海
野
、
称
津
、
望
月
氏
ら
）
、
及

び
宗
良

親
王
勢
力
が
核
と
な
っ
て
い
た
。
宗
良
親
王

を
支

え
た
伊

那
の
諸
氏

は
、

香
坂
、

中
沢

、
藤
沢

氏
等
で
あ
り
、

い
ず
れ
も
竜

東
の
山
狭
盆
地

を
領
有
基

盤
と
す
る
地

侍

で
あ
っ
た
。
物
心
両
面

で
宗
良

親
王

を
支
援

し
た
諏
訪
大
祝
家
々
佐
久

の
神
氏

党
と
は
、
地
理
的
に
遠

く
隔
絶

し
て
お
り
、
親
王
や
支
援

の
諸
氏
族

の
軍
事
行
動

は
困

難
な
情
況

の
も
と
に
あ
っ
た
。
親
王

は
こ
う
し
た
情
況

の
中
、
東
奔
西
走
、

各
地
に
転
戦
し
て
い
る
。
親
王

の
軍

事
行
動

の
中

で
最

も
重
要

な
事
件

は
、
正
平

七
年
（
一
三
五
二
）
の
鎌
倉
攻

め
で
あ
ろ
う
。

正
平
五
年
、

室
町
幕
府
内
で

戦
略

を
め
ぐ
っ
て
、
将
軍

尊
氏
と
鎌
倉
公
方
直
義

と
の
間
に
内
紛
（
い
わ
ゆ
る
「
観
応
の

擾
乱
」
）
が
お
こ

っ
た
。
南
・
北
両
朝

の
対
立
構
図
が
、
尊
氏
（
北
朝
）
、
吉
野
（
南

朝
）
、
直
義

（
鎌
倉
）
の
三
者
鼎

立
と
な
り
、
一
時
期
は
尊
氏
が

南
朝
と
講
和
し
、

（
短
期
間
で
は
あ
っ
た
が
）
吉
野
朝

の
天

皇
や
貴
族

は
、

京
に
入
り
政
権

を

獲
得

す

る
事
態

さ
え
生
ま
れ
た
の
で

あ
る
。
親
王
に
と

っ
て
こ

の
事
件

は
失
地
回
復

の
絶

好

の
好
機

で
あ
っ
た
。
親
王

は
、
諏
訪
上
下

社
勢
や
滋
野
一
族
及

び
仁
科
勢
を
率

い
て
鎌
倉
攻

め
の
軍

を
お
こ
し
た
。
親
王
軍

の
志
気

は
高

く
盛

ん
で

あ
り
、
親
王
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自

身

、

不

退

転

の
決

意

を

も

っ

て
陣

頭

指

揮

を

と

っ

だ

。

後
年

、

親

王

も
選

者

の

一

人

と

し

て
謳

ん

だ
准

勅
撰

歌
集

『

新
葉

和

歌
集

』

の
中

に

、

出

陣
中

の

親

王

の

歌

が

載

っ
て

い
る

。

（
お
な
じ
比
　

武
蔵
国
へ
う
ち
こ
え
て
、
こ
て
さ
し
原
と
い
ふ
所
に
お
り
ゐ
て
…
…
）

君

の
た
め
　

世
の
た
め
な
に
か
　

お
し

が
ら
ん

す
て
て
か
ひ
あ
る
　

い
の
ち
な
り
せ
ば
、

親

王

は
、

正

平

一
〇

年

（
一
三
五
五
）

に

至

る

ま

で

の

ほ

ぼ

六

年

間

を

、

上

野

国

か

ら
下

野
国

に

戦

い
、

再

び
信

濃
国

内

を

転
戦

し

た

の

ち

越

後
国

ま

で
、

休

む

い
と

ま

も

な

く

活
動

し

て

い
る

。

正

平

一

〇

年

八

月

、

親

王

は

諏

訪

上
社

大

祝

軍

に

小

出
、

藤

沢

、

香

坂
、

知

久

な

ど

と

い
っ

た
宮

方

に

凰

す

る
伊

那
勢

の

総
力

を
集

め

て
桔

梗

ヶ

原

に

出

陣

し
、

小

笠
原

長

基

と
大

激

戦

を
交

え

た

。
親

王
軍

は
多

数

の

手
負

い
や

死

人

を

出

し

（「
矢
島
文

書
」
）
大

敗
北

を
喫

し

た

。

こ

の
敗

戦

を

さ

か

い
に

宗

良

親

王

を
擁

す

る

宮

方

勢

力

は
急

速

に

凋
落

し

て

い

き
、

一
時

は
柴

宮

（
岡
谷
市
長
地
）
に

御

座

所

を

設

け

だ

け

ど

の
親

王

は
、

戦

力

の
回

復

も

ま

ま
な

ら

ぬ

ま

ま
、

大

河

原

の
香

坂

氏

に

寄

留

の

ま

ま
に

時

を
過

ご

す

よ

う
に

な

っ

た

。

や

が

て
文

中

三

年

（

⊇

一
七
四
）

冬

、

六
十

路

も

半

ば

を
迎

え

よ

う
と

し

て

い

た
老

境

に

達

し

か
親

王

は
、

意

を
決

し

て
、

わ

ず

か
十

数

騎

の
従

者

を
と

も

な

っ
て

大

河

原

を

出

、

伊

勢

路

か
ら

南

都

を
経

て
賀

名

生

の
行

宮

に

入

ら

れ

た

。
親

王

の
吉

野

で

の
滞

在

は
、

天

授

三

年

二

三

七
七
）

ま
で

の
三

年

余

で

あ

り
、

こ

の
間

の
親

王

は
、

行

宮

で

催

さ

れ

た
歌

合

わ
せ

に

出

た

り
、

そ

の
判

者

と

し

て
活

躍

し

て

い

る

。
戦

乱

に

明

け

暮

れ

た
信

濃

で

の
殺

伐

と

し

た
生

活

を
忘

れ
よ

う

と

す

る

か

の
よ

う

に

、

老

先

短

か

い

一
瞬

時

を
、

歌

人

と

し

て

の
生

活

に

と

っ
ぷ

り
と

浸

り
込

ん

だ
こ

と

で

あ

ろ
う

。

親

王

は

ま

た
、

吉

野

の
仮

御

所

で

没

し

た
兄

帝
（
後
村
上
）
の
法

要

を

執

行

し

た

後

の
天

授

四

年

春

、

い

っ

た

ん

は
大

河

原

に

も

ど

っ

た
が

、

同

六
年

、

再

び
吉

野

の
行

宮

へ
向

っ

た

。

こ

れ
以

降

の
親

王

の
動

静

が

「
桜

雲

記

」

に

「

天

授

六

年

、

入

道

親

王
大
河
原
に
在
り
て
義
兵
を
起
さ
ん
と
欲
す
と
い
へ
ど
も
、
南
方
に
通
ず
る
兵
土

皆
背
き
て
、
香
坂
高
宗
の
み
心
を
変
ぜ
ず
、
忠
を
励
ま
ん
と
す
。
親
王
謀
計
成
ら

ず
、
信
州
を
出
て
河
内
国
山
田
庄
に
居
す
。
九
月
コ
二
日
夜
、
関
白
冬
実
と
答
あ

り
。
弘
和
元
年
コ

ー月
三
日
、
宗
良
及
び
群
臣
等
、
新
葉
集
を
選
す
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
親
王
は
、
吉
野
か
ら
河
内
国
山
田
庄
に
移
り
、
こ
の
地
で
『
新
葉
和
歌

集
』
を
選
定
す
る
な
ど
、
歌
人
と
し
て
余
生
を
全
う
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
醍
醐

三
宝
院
文
書
の
「
大
草
の
宮
の
御
歌
」
に
よ
る
と
、
親
王
は
信
濃
国
大
草
の
里
、

大
河
原
で
没
し
た
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。

四
　

室

町

時

代

の
伊

那

Ｈ
　

信
濃
の
守
護
と
国

人
衆

１
　

守
護
小

笠
原
氏
と
伊

那

鎌
倉
幕
府
滅
亡

後
間
も

な
く
建
武
政
府

は
小
笠
原
貞
宗

を
信
濃

の
守
護
に
補
任

し

た
。
小

笠
原
氏

は
甲
斐
源
氏
（
武
田
氏
）
の
分
流
で
、
鎌
倉
時
代
に
は
信
濃
国
内

の
伊
賀
良
庄

の
地
頭
職

を
得

て
い
た
も

の
の
、
そ

れ
ほ

ど
深

い
関

わ
り
を
も

つ
存

在
で

は
な
か
っ
た
が
、
貞
宗

の
守
護
補
任
よ
り
戦
国
時
代
末
に
至

る
ま
で
、
守
護

の
権
限

を
も

っ
て
在
地
領
主
に
そ
の
支
配
力
を
強
め
、
信
濃
国
内
で
最
も
大
き
な

勢
力

を
維
持

す
る
こ
と
に

な
っ
た
。

小
笠
原
貞
宗
は
、
建
武
二
年
（

⊇

三

五
）
七
月
の
中
先
代

の
乱
に
足

利

尊

氏

に
従

っ
て
鎌
倉
攻
め
に
加

わ
り
、
そ
の
後
も
尊
氏
に
従

っ
て
近
江
国
で
新
田
軍

と

戦
う
な

ど
の
行
動
が

わ
か

っ
て

い
る
も
の
の
、
尊
氏
敗
走
後
よ
り
数
年
間
の
動
静

は
不

明
で
あ
る
。
こ
の
間
、
信
濃
国
の
守
護
（
も
し
く
は
守
護
代
）
が
村
上
信
貞
や

吉
良
時
衡
と
な

っ
て

い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
尊
氏
と
共
に
九
州
に

ま

で

随

行

し
、
西
国
や
京
畿
で
の
合
戦
に
参
加
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
小
笠
原

貞

宗
は
、
再
び
康
永
元

年
（

て
一
四
二
）
以

降
、
守
護

に
補
任

さ
れ
、
正
平

六
年
（
観

応
二
年
、
一
三
五
一
）
の
尊
氏
と
直
義
の
間
の
抗
争
の
時
に
は
、

一
時

的
に
そ
の
職
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第１節　武家政権 の成立と伊那

を
解

か

れ

た

も

の

の
、

そ

の
子

政

長

、

孫

の
長

基

へ
と

守

護

職

が

世

襲

さ

れ

て

い

「
小

笠

原

文

書

」

所

収

の
貞

宗

譲

状

に

よ

る
と

、

小

笠

原

氏

の
信

濃

国

内

の
所

領

は
、

本

貫

地

伊

賀

良

庄

の
外

に

上

伊

那

で

は
且

良

郷

冲

福

地

郷

が

含

ま

れ
て

お

り

、

な

お

ま

た
、

正

平

七
年

正

月

一
九

日

、

尊

氏

は
政

長

に

対

し

宗

良

親

王

軍

と

の

た

び

た

び

の
合

戦

や

観

応

の
擾

乱

に

際

し

て

の
功

労

と

し

て

春

近

領

を

安

堵

し

て

い
る

。

い

わ
け

生

産

力

の
高

い
上

伊

那

の
中

部

地

区

を

掌

握

し

て

い

た

の
で

あ

り

、

加

え

て

、

南

北

朝

期

以

降

の
信

濃

の
守

護

所

は
善

光

寺

近

く

の
芝

平

に

あ

っ

て

、
（
し
た
が

っ
て
、

小
笠
原
氏
は
本
貫
地
伊
賀
良
庄
を
離
れ
て
芝
平

の
守
護
所
に
居
留
し

て
い
た
）
、

守

護

所

の
近

在

に

も

所

領

を

も

っ
て

、

北

信

地

方

の
在

地

領

主

層

（
国

人
た
ち
）
へ

の
支

配

力

、
影

響
力

も
相

当

な

も

の

が

あ

っ

た

と
考

え

ら

れ

て

い

る

。

本

拠

地

南

信

濃

の
み

な

ら

ず

、

北

信

地

方

に

至

る

ま

で

強

大

な

経

済

力

、

軍

事

力

を

張

っ
て

い
た

守

護

小

笠

原

氏

に

と

っ
て

、

守

護

所

を

よ

り

強

力

に

保

全

す

る

こ

と

が

鏝

大

の

政

治

課

題

で

あ

っ
た

と

思

わ

れ

、

こ

の

時

期

、

子

の

政

長

も

埴

科

郡

船

山

郷

の

船

山

城

に

在

城

し

て

い
る

。

２
　

大

塔

合

戦

と

伊

那

の

諸

氏

小

笠
原

政
長

に

次

い
で

守
護

職

を
引

き
継

い
だ

子

の
長

基

は

、

貞

治

五
年

二

三
（

六
）

こ

ろ

守
護

職

を

解

か

れ
、

か

わ

っ
て

関

東
管

領

（
鎌
倉
府

の
執

事
）

の
要

職

に

あ

っ

た

上

杉
朝

房

が

守
護

と

な

っ

た

。

し

か

し

実
質

的

に

は
、

国

内

の
軍

事

指

揮
権

は
長

基

に

委
任

さ

れ

て

お

り
、

彼

は

そ

う

し

た

事

情

を
背

景

に
、

前

守

護

と

し

て
国

人

や
地

侍

を
直

接

的

に

支

配

し

つ

づ

け

て

い

た

と
思

わ

れ

る

。

そ

の

後
、

至
徳

元

年

（
一
三
八
四
）
に

は

足
利

氏

一
門

で
、

管

領

家

の

一

つ

で

も

あ

っ

た
斯

波

義

種

が
守

護

に

補

任

さ

れ

た

。
し

か
し

、

義

種

は
信

濃

に

下

向

せ

ず
、

二

宮

氏

泰

を
守

護

代

と

し

て
派

遣

さ

せ

た

。

こ

う
し

た
幕

府

の
守

護

補

任

に

み

ら

れ

る
地

元

無

視

の
信

濃

国

の
統

治

政

策

に

、

小

笠

原

長

基

は
も

ち

ろ

ん
北

信

地

方

の

有

力

な

国

人

で

あ

っ

た
村

上

頼

国

や

高

梨

朝

高

な

ど

は
強

い
不

満

を

あ

ら

わ

に

し
、
守
護
代
二
宮
氏
に
激
し

い
反
発

を
示
し

た
。

つ
い
に
至
徳
四
年
（
一
三
八
言

四
月
、
信
濃

の
国
人

た
ち
は
善
光
寺
平

に
兵
を
結
集
し
、
二
宮
氏
の
拠

っ
て

い
た

芝
平

の
守
護
所

を
包
囲
し
、
二
宮
氏
を
国
外
に
追

い
や

っ
た
。
国

人
た
ち
の
動

き

を
知

っ
た
幕
府

は
、
直

ち
に
六
月
に

は
、
義
種

の
守
護
職
を
解

い
て
管
領
職

に
あ

っ
た
兄

の
義
将

を
改

め
て
補
任
す

る
な

ど
の
処
置
を
と

っ
た

。
義
将
は
、
強
大
な

権
限

を
有
す

る
管
領

の
立
揚
を
利
用
し
、
強
圧
的
な
姿
勢
で
国
内
の
動
揺
を
鎮
静

化

さ
せ

る
こ
と
に
成
功
し

た
。
国
内
が
一
応

の
平

静
を
と
り
も
ど
す
の
を
待
っ
た

幕
府

は
、

か
つ
て
三
代
に

わ
た
り
守
護
職
に
あ

っ
た
小
笠
原

氏
を
守
護

に
復
帰

さ

せ

る
べ
く
、

応
永
五
年
（
一
三
九
八
）
、
守
護
領

の
核
と
な

っ
て

い
た
信
濃
国

内
の

春
近
領
と
安
曇

の
住
吉
庄
（
三
郷
村
）
と
を
長
基

の
子

の
長
秀
に
還
付
し
、
翌

六
年

に
長
秀
を
信
濃
守
護
に
補
任
し
た
。

当
時
、
小
笠
原
長

秀
は
、
信
濃
を
離
れ
京
都
に
在
っ
て
室
町

幕
府
に
出
仕

し
て

い
た
。
建
武
以

来
の
信
濃
の
武
士
の
盟
主
で
あ
る
と
は

い
え
、
父
長
基

が
守
護
職

を
解

か
れ
て
か
ら
、
か
れ
こ
れ
三
〇

年
余
も
経
過

し
、
国
内

地
侍
層

の
様
相

も
か

な
り
の
変
化
を
み
せ
て

い
た
。
先

立
っ
て
は
、
守
護
代

二
宮

氏
に
対

す
る
反
抗

も

あ
っ
た
ば
か
り
で
、
長

秀
自
身
、
旧
領

へ
の
入
部

に
対

し
て
相
当

の
抵
抗

が
予
想

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
長

秀
は
、

小
笠
原
氏

の
分
流
で
佐
久
に
勢
力
を
張

っ

て
い
た
大
井
光

矩
と
は
か
っ
て
、
信
濃
一
国

の
成
敗
趣
旨
書

を
作
成
し
、
国
人

た

ち
に
先
触
し

て
長
秀
入
部

後
の
政
務

の
地
な
ら
し

を
企
て

た
。
案

の
定
、
長
秀

の

成

敗
趣
旨
書

は
、
守
護
代
二
宮
氏

の
統
治
以
来

く
す

ぶ
り
続
け
て

い
た
国
人

た
ち

の
不
満
や
反
発

を
再
燃

す
る
き
っ
か
け
と
な

っ
た
。
ま

ず
、
以
前
よ
り
小
笠
原
氏

と

の
間
に
所
領

を
め
ぐ

る
対
立

か
ら
小
笠
原
氏
に
反
感

を
抱

い
て

い
た
北
信

の
国

人
島
津
国
貞

が
、

ま
た
、
伊
那

の
香
坂
氏
や
諏
訪
神
氏
党

の
よ
う
に
南
北
朝
の
争

乱
に

か
か
わ
り
小
笠
原
氏
と
敵
対
し

た
国
人
、
地
侍
た
ち
が
、
長
秀

の
入
部
阻
止

の
兵

を
あ
げ

た
。
応
永
六
年
一
〇
月
、
大
井
光
矩
ら
小
笠
原
一
族
は
、
石

渡
の
合

戦
（
長
野
市
石
渡
）
で
国
人
島
津
氏

の
軍
を
鎮
定
し
た
も
の
の
、
こ
の
乱
の
直
後
、
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応

水
の
乱

（
有
力
守
護
大
名
大
内
義
弘
が
堺
で
挙
兵
Ｉ

敗
死
）
が

勃

発

し

、

長

秀

も

幕

命

に

従

っ
て

出

兵

せ

ざ

る

を

得

な

く

な

っ
た

た

め

、

ま

す

ま

す

長

秀

の

入

部

は

遅

く

な

り

、

結

局

、

信

濃

で

実

際

の
国

務

に

就

い

た

の

が

応

永

七

年

（
一
四
〇
〇
）

八

月

か

ら

で

あ

っ
た

。

信

濃

の
国

人

た

ち

の

守
護

の

入
部

阻

止

の
動

き

が
明

ら

か

と

な

っ

て

い

た

た

め

、

小

笠
原

長

秀

の

善
光

寺

（
当
時
守
護
所
）
入

り

の
行

列

は
、

殊

更

、

威

風

堂

々

た

る

も

の

に
仕

立

ら

れ

た

。

行
列
中
央

の
長
秀

の
い
で
た
ち

は
、
人
目
を
奪
う
ほ

ど
の
綺
羅
で
飾
り

た
て
、
こ

れ
に

供
奉
す

る
数
百
人

の
一
族
郎
党

は
様

々
に
武
装
し
て
護
り
固
め
、
ま
た
、
こ

の
行
列
を
見

物
す

る
近
在

の
人
々
が
善
光
寺

の
南
大
門
を
埋
め
尽
し
て
、
そ
の
き
ら
び
や
か
さ
に
目
を

見
張

っ
た

（
『
大

塔

物

語
』

意

訳
）

長

秀

の

こ

う

し

た

挑
戦

的

な

入
部

式

は
、

却

っ

て
村

上

満

信

を

け

じ

め

と

す

る

国

人

た

ち

を
刺

激

し

た

。

九
月

二
四

日

、

村

上

ら
北

信

の
国

人

た

ち

は

一
揆

し

て

更

級

郡

四

宮

河

原

に

押

し

出

し

、

守

護

方

軍

を

迎

撃

し

た

。
激

戦

の

の
ち

守

護

方

軍

は
敗

北

し

て

、

守

護

長

秀

は
塩

崎

城
（
更
級
郡
）
に

の
が

れ
、

長

秀

を

支

援

し

た

坂

西

長

国

（
飯
田
）

は
大

塔

（
長
野
市
篠
ノ
井

ニ
ツ
柳
大
当
）

の
古

要

害

に

、
か

ろ
う

じ
て

た

て

龍

っ
た

。

坂

西

勢

は

急

場

の

龍

城

の
こ

と

と

て

兵

糧

を

全

く

も

た

な

い

ま

ま

、

一

揆

勢

に

囲

ま

れ

兵

糧

を

完

全

に

断

た

れ

た

。

坂

西

長

国

は

こ

の

古

要

害

に

二

〇

日

余

、

よ

く

戦

い
も

ち

こ

た

え

た

が
、

つ

い
に
城

内

は

飢

餓

の

極

限

を

こ

す

惨

状

の
中

、

一

〇

月

一

七

日
、

長

国

以

下

の

将

卒

一
丸

と

な

っ

て
城

外

へ
打

っ

て
出

、

壮

絶

な
討

死

を

と

げ

た

。

次

い

で

塩
崎

城

に

の

が

れ

て

い

た
長

秀

も
、

大

井

光

矩

の

必
死

の
斡

旋

に

よ

っ

て

よ

う
や

く
国

人
衆

と

の
間

に

和

議

を

と

り
結

ぶ

と
、

そ

の

ま

ま
京

都

に

逃

げ
帰

る
羽

目

と

な

っ

た

。

こ

の
合

戦

を

「
大

塔

合

戦

」

と
呼

ん
で

い

る

。
南

北

朝

の
争

乱

を
経

て
、

地

方

で

も

生

産

力

の
上

昇

を
背

景

に

在

地

領

主

（
国
人
）

た

ち

が
し

だ

い
に

実

力

を

つ
け

て

お

り
、

相

互

に

連

携

を

と

り
な
が
ら
利

害
を
異
に
す
る
守
護

と
す
る
ど
く
対
立
す
る
様
相

が
、

ご
く
一
般
的

な
風
潮
と
も
な

っ
て

い
た
。

翌

亭

水
八
年

（
一
四
○
一
）
早
々
、

小
笠
原
長
秀
は
信
濃

の
守
護
職
を
解

か
れ
、

再
び
斯
波
義
将

が
還
補

さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
吉
田
流

神
道
宗
家

の
日
記

『
吉

田
家

日
次
記
』

の
応
永

八
年

二
月

一
七
日
の
条
に

は
、
「
信
濃
国
守
護
職

、
（
去
々

年
よ
り
小
笠
原
拝
領
し
了
ん
ぬ
。
し
か
る
に
国
人
等
承
諾
せ
ず
、
度
々
合
戦
を

致

し
了

ん

ぬ
）
昨
日
、

右
衛
門
督
入
道
（
前
管
領
）
に
宛
行
加

わ
る
と
云

々
」
と
守
護

の

交

代
劇

を
断
片
的
に
記
し
て

い
る

。

こ

の
大
塔
合
戦
は
、
南
北
朝

の
争
乱
期
を
通
じ
て
地
力
を

つ
け
た
国
人
や
地
侍

の
実
力
を
示
す
結
果
と
な
り
、
守
護
勢
力
は
大
き
く
後
退
し
、
や
が
て
展
開
す
る

戦
国
動
乱
の
下

地
と
も
な

っ
て

い
っ
た
。
大

塔
合

戦
を
伝
え
る
史
料
に
『
大
塔
物

語
』
が
あ
り
、
そ
の
異

本
と
し
て
『
大

塔
記
』
や

『
大

塔
軍
記
』

が
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
中
に

は
、
多

く
の
上
、
下
伊

那
の
国

人
今
春
近
衆
、
郷
戸

の
人
々
が
守
護
方
に
従
軍
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
上
伊
那

出
身
と
思
わ
れ
る
諸
氏
を
あ
げ
て
お
く
。

表
２
１
５
　
大
塔
合
戦
に
守
護
方
と
し
て
従
軍
し
た
上
伊
那
の
諸
氏

衆 国 人 衆 ／
中

越

備

中

守

口
口

薩

摩

守

小

井

且

神

村

次

郎

山
田
新

左
衛

門
尉

大

島

河

内

守

笠

原

中

務

丞

藤

沢

右

京

亮

氏

族

宮
田

村
中
越

¬大

塔
記

に
沢
堂

薩
摩
守

と
あ
り

伊

那
市
西
春

近

沢
渡

か

伊奈
容

近ﾙi

神
林
か

伊

｜

手

妾

町
河密

累

//

//

嘉

か

伊ﾖ|

焉作

箕
輪
町
福
与

か

高
遠

町
藤
沢

か

本

拠

地
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第１節　武家政権の成 立と伊那

春　　　　 近

赤

須

孫

一一一

郎

田

切

五

郎

七

同

田

島

片

桐

中

務

丞

上

穂

伊

豆

守

宮

田

大

和

守

駒
ヶ

根
市

赤
須

飯
島

町
田
切

//

田
島

中

川
村
片
桐

駒ヶ

根
市

上
穂

冨
賢
田

こ
う
し
て
み
る
と
、
伊

賀
良
庄
に
本
拠
を
も
つ
守
護

小
笠
原

氏
の
上
伊

那
に
お

け
る
支
配

力
は
絶
大

で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
守
護
領

で
あ

っ
た
春
近
領

を
か

か
え
て

い
た
関
係
で
、
上
伊

那
の
う
ち
、
南
部

の
目

ぼ
し

い
地
侍

の
あ
ら
か
た
が

小

笠
原

氏
に
従
軍

し
て
い
る
ほ
か
、
藤
沢
氏
（
恐
ら
く
箕
輪
藤
沢
氏
）
ら
の
北
、
東
部

の
国

人
が
名

を
連

ね
て
い
る
。
宗
良
親
王

な
き
あ
と
、
竜

東
の
美
篤
周
辺
地
区
も

小
笠
原
氏

の
下
に
組

み
入

れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
み

て
と

る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

３
　

結
城
合
戦
と
伊
那
衆

牛

水
二
三
年
（
一
四
一
六
）
鎌
倉
公
方
足
利
持
氏

が
、
弟

の
満
隆
々
関

東

管

領

上

杉
禅
秀

ら
に
背

か
れ
る
と
、
戦
渦

は
関
東

一
円
に

広
が

っ
た
。
（
上
杉
禅
秀
の
乱
）

長
秀

か
ら
弟
政
康
に
家
督

が
譲

ら
れ
た
小
笠
原
氏
も
、
幕
命

を
受
け
て
関
東
に
出

陣

し
、
禅
秀
軍

と
各
地
に
戦

っ
た
。
政
康

の
こ

の
時

の
戦
功
も

あ
っ
て
、
幕
府
は

逐

次
小
笠
原

氏
に
信

濃
国
内

の
旧
領

を
還
付
し
、
や

が

て
応
永
三
二
年
（
一
四
二

五
）
二
月

、
政
康
を
信
濃
の
守
護

に
補
任

し
た
。

翌
年
信
濃
に
入
部

し

た

政

康

は
、
大
塔
合
戦
以
来

の
屈
辱

を
は
ら
す
べ
く
、

ま
た
、
守
護

の
職
務

を
全
う
す

べ

く
国
人

た
ち
へ
の
支
配
力

を
強
化
す

る
方
針
を
も

っ
て
、
ま

ず
守
護
所

の
膝
元
で

強
勢

を
張

っ
て
い
た
村
上
頼
清
ら

の
国
人
討
伐
に
あ

た
っ
た
。

守
護
小
笠
原
政
康
に
よ
る
信
濃
国

の
一
円
支
配
が
着

々
と
お
し
す
す
め
ら
れ
て

い
た
最
中

の
永
享
一
〇
年
（
一
四
三
八
）
一
一
月
、

鎌
倉
公
方
足
利

持
氏
が
、

ま

た
ま

た
将
軍
家
に
対
し
公
然
と
反

旗
を
ひ
る
が
え
し
た
（
永
享
の
乱
）
。
こ

の
戦
乱

に
政
康
は
、
信
濃
各
地
の
国

人
、
地
侍

を
引
率

し
て
幕
府
軍

の
主
力

の
一
翼

を
に

な

っ
て
目
ざ
ま
し

い
活
躍
を
し
て

い
る
。
次

い

で

永

享
一
二
年
（
一
四
四
〇
）
七

月
、
敗
死

し
た
足
利

持
氏
の
遺
児

を
擁

し
て
、
下
総
国

の
結
城
氏
朝

が
挙

丘（
（
結

城
合
戦
）
す
る
と
、

再

び
政
康
は
国
内

の
国
人

た
ち
を
指
揮

し
て
出
陣
し
、

幕
軍

の
陣
中
奉
行

を
勤
め
て
い
る
。
政
康
は
、
国
人

を
動
員

す
る
に

あ
た
り
、
軍
役
に

基
づ
き
三
千

騎
の
軍
勢

を
三
〇
組
に
編
成
し

た
。
こ

の
三
〇
組

が

「
結

城

陣

番

帳
」
（
『
小
笠
原
文
書
』
）
に
記
載

さ
れ
て
い
る
。

表
２
１
６
「
結
城
陣
番
帳
」
に
み
る
上
伊
那
の
国
人
衆

一一

四

番

－

五

番

－

四

番

一

一一

番

一

一

番

陣

番

号

飯
島
殿

大
島
殿

片
切
殿

藤レ
殿島－

殿

小
井
豆
殿

宮
田
殿

山
寺
殿

一
一一
穂
殿

落
合
殿

小
田
切
殿

ら窪異
寺杢

殿訪

諏
訪
信
濃
守
殿

大哀
原本
殿草
代゛

中
沢

殿
代

甲

斐
沼

殿
代

常

殿

藤

沢
殿

上

伊

那

の

国

人

地

侍

表
に
み
る
よ
う
に
、
多
数
の
伊
那
の
国
人
、
地
侍
た
ち
が
結
城
合
戦
に
出
陣
し

て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
れ
は
大
塔
合
戦
後
四
〇
年
を
経
た
伊
那
地
方
の
諸

氏
の
消
長
を
知
る
上
で
も
重
要
な
手
掛
り
と
な
る
。
単
純
計
算
で
Ｉ
組
百
騎
と
み

れ
ば
、
藤
沢
氏
、
香
坂
氏
の
単
独
隊
は
他
を
抜
き
ん
で
て
い
る
。
宗
良
親
王
を
支

え
た
、
香
坂
、
諏
訪
、
中
沢
等
々
が
、
小
笠
原
の
指
揮
下
で
働
い
て
い
る
の
も
南

北
朝
の
合
一
後
、
半
世
紀
を
隔
て
て
の
時
流
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

藤
沢
氏
は
、
少
な
く
と
も
箕
輪
郷
進
出
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
外
、
諏
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訪
氏
の
勢
力
は
、
杖
突
越
え
に
高
遠
、
富
県
、
中
沢
に
依
然
と
し
て
太
い
支
配
パ

イ
プ
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
組
合
わ
せ
で
あ
る
。
二

五
番
」「
二
四
番
」

は
、
い
わ
ゆ
る
春
近
衆
で
あ
る
が
、
大
塔
合
戦
後
の
在
地
変
動
が
大
き
か
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
、
地
侍
に
変
動
が
み
ら
れ
る
。

と
ま
れ
、
こ
の
陣
番
帳
を
み
る
か
ぎ
り
、
守
護
小
笠
原
氏
は
大
塔
合
戦
以
後
の

国
人
と
の
抗
争
に
か
な
り
の
成
果
を
あ
げ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ほ
と

り
も
な
お
さ
ず
、
守
護
大
名
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
政
治
権
力
を
掌
握
し
た
こ
と

を
意
味
す
る
に
他
な
ら
な
い
。

】〕‥
　内
乱
の
中
の
伊
那
の
諸
氏

１
　
守
護
小
笠
原
氏
の
分
立
抗
争

表
２－
７

示

笠
原
氏
略
系
図
）（
数
字
は
信
濃
守
護
職
就
任
順
）

¥
　
　
　
Ｎ

貞

宗
－

政

長

３

播
磨
守
　
彦
次
郎

－

長

将
－

持

長

４
信
濃
前
司

－

長

秀

（

府
中

小
笠

原

氏

）

秀長
－

定
基

（
伊

那
鈴

岡

小
笠

原

氏

）

（
伊

那
松

尾

小

笠

原

氏

）

信
濃
武
士
の
盟
主
的
存
在
で
あ
っ
た
守
護
家
小
笠
原
氏
に
あ
っ
て
は
、
一
五
世

紀
中
ご
ろ
に
至
り
、
そ
の
跡
目
一
式
の
相
続
を
め
ぐ
っ
て
内
紛
を
生

じ
、
府
中

（
松
杏

・
伊
那
鈴
岡
・
伊
那
松
尾
の
三
家
に
分
立
、

相
互
に
主
導
権
を
め
ぐ
っ
て

激
し
い
戦
い
を
く
り
広
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
事
の
起
こ
り
は
、
大
塔
合
戦
に
敗

北
し
信
濃
を
追
わ
れ
、
京
都
に
あ
っ
て
失
意
の
う
ち
に
明
け
暮
れ
し
て
い
た
信
濃

前
司
長
秀
の
譲
状

証
言
状
）
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
。
長
秀
は
、
応
永
一
二
年

二

四
〇
五
）
一

一

月

九

日

、

弟

の
政

康

に

あ

て

て

一

通

の
譲

状

を

残

し

て

い
る

。

こ

の
文

書

（
東
京
大
学
所
蔵
）
は

、
「

譲
与

、

舎

弟

右

馬

助

政

康

所

、

所

々

朝

恩
井

恩

賞

之

地

等

口

」

の
見

出

し

で

始

ま

り

、

そ

の
内

容

は

、

次

の
三

点

に

要

約

さ

れ

る

も

の
で

あ

る

。

①
　
万

一
、
こ
の
後
、
長
秀
に
実
子
が
誕
生
し
た
場
合
、
こ
の
譲
状
を
破
棄
し
、
改
め
て

後
継
者
問

題
を
考
え
直

す
こ
と
に
す
る
。
そ
の
折
に
違
乱

が
あ
っ
て
た
な

ら

な

い

こ

②
　
若

し
、
実
子
が
出
生
し
な
か
っ
た
場

合
に
は
、
永
徳
三
年
（
一
三
八
三
）

二
月
の
亡

父
長
基
の
譲
状
に
従
っ
て
、
政
康
が
跡

目
一
式
を
相
続
す
る
も
の
と
す
る
。

③
　

更
に
、
政
康
以

降
に
つ
い
て
は
、
政

康
に
実

子
が
な
い
場
合

、
政
康

か
ら
舎
兄
長
将

の
嫡
男
彦
次
郎
に
跡
目
一
式
を
譲
与
す

べ
き
こ
と
。

こ

の
譲

状

に

忠

実

に

従

え

ば

、

小

笠

原

略

系

図

で

明

ら

か

な

よ

う

に

、

長

秀

に

実

子

が

な

く

、

政

康

に

実

子

が

存

在

し

た

の
だ

か

ら

、

政

康
以

降

の

跡

目

一

式

の

相

続

に

つ

い
て

は

、

政

康

自

身

が

決

定

す

れ

ば

よ

い
こ

と

で

あ

っ
た

。

そ

し

て

そ

の
後

、

政

康

は

自

筆

の
置

文

宣

言
状
）
を

残

し

て

お

り

、

そ

の
中

で

、

①
小

笠
原

氏

の
本

貫

地

、

伊

賀

良

庄

を

六

郎

兌

康
）
に

譲

り
与

え

る

こ
と

。

○

「
当

家

の

こ

と

」

は

五

郎

（
宗
康
）
と

六

郎

の
両

人

に
任

せ

る

こ

と
、

を
明

記

し

て

い

る

。

と

こ

ろ
が

、

こ

れ

だ
け

明

確

に

な

っ
て

い
た

跡

目

一

式

の
相

続

に

つ

い
て

、

府

中

に

あ

っ

た
持

長

（
彦
次
郎
）

が

相

続

権

を

主

張

し

、

幕

府

に

出

訴

し

た

の
で

あ

る

。
訴

陳

を

つ
が

え

た

結

果

、

幕

府

は

、

政

康

の
置

文

に

基

づ

い
て

五

郎

宗

康

に

跡

目

一
式

を

安

堵

す

る

旨

の
裁

許

状

を

出

し

た

。

幕

府

の
判

断

が
下

さ

れ

た

も

の

の
、

小

笠

原

氏

内

部

の
対

立

は

収

ま

り

よ

う

も

な

く

、

文

安

三

年

（
一
四
四
六
）
、

つ

い
に

府

中

の
持

長

軍

と

伊

賀

良

の
宗

康

・

光

康

軍

と

の
開

に

戦

端

が

開

か

れ

た

。
宗

康

は
府

中

へ

の
出

陣

に

先

立

ち

、

万

一

を

考

え

て

、

弟

の
光

康

に

惣

領
職

や

所

領

を
譲

り

与

え

た

。
悲

運

に

も

宗

康

は

こ

の
戦

陣

で
壮

烈

な

討
死

を

と

げ

た

の
で

、

幕

府

は
直

ち

に

光

康

に

対

し

所

領

諸

職

を

安

堵

し

た

。

郎
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文
安
三
年

の
合
戦
以
降
、
府
中
と
伊
賀
良

の
両
小

笠
原

氏
は
、

た
び
た
び
衝
突

を
く
り
返

し
、

そ
の
た
め
信
濃
国
内

の
在
地
支
配

は
混

乱
を
極
め
る
こ
と
に
な
っ

た
。

た
ま
た
ま
、

こ
う
し
た
情
況

の
中
、

享
徳

三
年
（
一
四
五
四
）

コ

ー
月
に
は

鎌

倉
府
に
あ
っ
て
は
、
公
方
足
利

成
氏
が
関
東
管
領
上
杉
憲
忠
を
謀
殺
す
る
と
い

う
事
件
が
起
こ

っ
た
。
小
笠
原
氏
内
部
の
内
証
に
追

わ
れ
て

い
た
光
康
は
、
幕
命

に
も
か
か

わ
ら
ず
出
兵
も
で
き
ず
、
何
度
も
出
兵
催
促
を
受
け
る
な
ど

の
失
態
を

さ
ら
し
た
。
守
護
小
笠
原
氏
の
支
配

力
の
低
下

は
、
国
人
層
の
動
き
を
う
な
が
す

こ
と
に
も
な
っ
た
。
東
北

信
で
村

上
氏
と
海
野
氏
が
抗
争
を
始
め
、
南
信
で
は
諏

訪
上
社
と
下

社
と
の
間

に
激
し
い
対
立
が
起

こ
っ
て
い
る
。

元

来
、
武
家
社
会
に
あ
っ
て
は
分
割
相
続
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
鎌
倉
時
代

の
後
半
と
も
な
る
と
、
貨
幣
経
済
の
浸

透
も
あ
っ
て
所
領
を
分
割
細
分
化
す
る
こ

と
に
よ

っ
て
鎌
倉
幕
府
の
基
盤
と
も
い
う
べ
き
御
家
人
の
経
済
力
を
破
壊
す
る
の

を
防
止
す
る
た
め
に
、
惣
領
の
単
独
相
続
制
が
急
速
に
広
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

大
勢
の
男
子
の
中
か
ら
特
に
器
量
の
仁
を
選
ん
で
惣
領
と
し
、
宗
家
の
全
所
領
、

諸
職
を
一
括
惣
領
に
譲
る
と

い
う
も
の
で
、
そ
の
余
の
子
は
全
て
庶
子
と
し
て
惣

領
に
臣
属
化
し
て

い
っ
た
。
小
笠
原
氏
内
部
の
跡
目
一
式
の
相
続
権
と
は
、
そ
の

上
う
な
内
容
を
も
っ
も
の
で
、
応
仁
の
乱
に
参
戦
し
た
守
護
大
名
家
の
内
部
抗
争

の
原

因
で
も
あ

っ
た

。
示

笠
原
氏
の
抗
争
は
、
そ
う
し
た
も
の
の
う
ち
最
も
早
い
時
期

に
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
）

宝
徳
元

年

（
一
四
四
九
）
、
京
都
に
あ
っ
て
は
管
領
か
細
川
勝
元

か
ら
畠
山
持
国

へ
と
交
代

し
た
。
畠
山
氏
と
姻

縁
を
結
ん
で
い
た
府
中
の
持
長
は
、
畠
山
持
国

の

支
援
を
得
て
、
信
濃
守
護
職

に
補
さ
れ
た
。
宝
徳
三
年
一
〇

月
、
守
護

持
長
は
、

諏
訪
下

社
大
祝
に
対
し
、
手
良
郷
・
八
乙
女
金
原

等
を
安
堵
し
て
い
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
管

領
畠
山
氏
の
権
勢
を
背
景

と
し
て
府
中

小
笠
原

氏
の
勢
力
が
著

し
く

伸
張

し
、
上
伊

那
の
中

部
地
区

ま
で
及

ん
で
い
た
と
推
測

さ
れ
、

ま
た
、

諏
訪
下

社

と
の
密
接
な
関

係
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

し

か
し
、
こ
の
後
、
応
仁
の
乱
を
は
さ
ん
で
の
中

央
の
政
局
の
大
変
動
に

と
も

な

い
、

分
立
抗
争
す
る
小
笠
原

氏
の
消
長
も
ゆ
れ
動

い
た
。

応
仁
元
年
（
一
四
六

白

、
鈴
岡
城
（
飯
田
市
駄
科
）
に
あ
っ
た
小
笠
原

政
秀
に
守
護
職

補
任

の
宣

下

が

あ
る
と
、
政
秀
は
支
配
下

に
あ

っ
た
伊

那
の
諸
氏
を
動
員

し
て
府
中

を

攻

撃

す

る

。「
溝
口
家
記
」
に

よ
れ
ば
、
政
秀

は
一
時
期
、
持
長
の
子
の
長
朝
を
追

っ
て
、

自
ら
府
中
に
居
館
を
構
え
た
ほ
ど
に
勢
力
を
回

復
す
る
が
、
毛
賀
沢
川

一
つ
へ
だ

て

た
松
尾
城
に
あ

っ
た
家
長
、
定
基
父
子

と
伊

賀
良

庄
や

小
笠
原
家
に
伝

わ
る
所

領
、

諸
職
文
書
を
め
ぐ

っ
て
の
対
立
も
激
化
し
、

や

が
て
文
明

一
一
年
（
一
四
七

九
）
と
翌

コ

ー年
に
は
戦
火
を
交
え
る
ま
で
に
な
り
、
つ

い

に
明

応
二
年
（
一
四

九
三
）
正
月
、
政
秀
は
（
松
尾
）
定
基
や
知
久
氏
に
よ
っ
て
鈴
岡
城

を
攻
囲

さ
れ
、

討
死
し
た

。
鈴
岡

小
笠
原

氏
の
滅
亡
後
し
ば
ら
く
し
て
、
松
尾
小

笠
原
氏

の
勢
力

も
衰
退
し
、
守
護
職
は
府
中
小
笠
原

氏
の
手
中

の
も
の
と
な
っ
た
。

信
濃

の
守
護
家
小
笠
原

氏
の
こ
う
し
た
惣
領
家
の
所
領

・
諸
職

を
め
ぐ

る
同
族

内
抗
争
は
、
「
天
下

の
大
乱

（
応
仁
の
乱
）
」
の
さ
き
が
け
を
な
す
も
の
で

あ

り
、

そ
れ
故
、
そ
こ
に
は
、
管

領
家
の
細
川

・
畠

山
両

氏
の
対

立
が
影

を
落
と
し

て
い

た

。
そ
し
て
ま
た
、
具
体
的
な
史
料

に
乏
し
い
と
は
い
え
、
伊
賀
良

と
府
中

の
対

立
、
ま
た
鈴
岡
と
松

尾
の
抗
争
の
中

に
あ
っ
て
、
伊

那
の
在
地
領

主
諸
氏

が
重
大

な
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

２
　

諏
訪
上
下

社
の
抗
争

諏
訪
上
社
大

祝
家
は
、
室
町
時
代

に
入

る
こ
ろ
、
武
家
（
諏
訪
氏
）
と
も

い
う

べ

き
惣
領
家
と
、
神
職
家
と
も

い
う
べ
き
大

祝
家
と
に
分
立
し
、
惣
領
家

は
上
原
城

孚

野
市
）
に
拠

っ
て
軍

事
権
を
、
大

祝
家
は
前
宮
（
茅
野
市
）
に

あ
っ
て
祭
祀
権

を

執
行
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
既
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
大
祝
家

の
庶
流

は
古

代
よ
り
信
濃
各
地
に
繁
術
し
、
ま
た
、
そ
の
結
束
は
強
固

で
あ
っ
た
た
め
、
惣
領

家

の
軍
事
力
は
強
大
で
、
時
に
は
甲
斐
国

に
侵
攻
し
武
田

勢
を
圧
倒

す
る
ほ
ど
で

さ
え
あ

っ
た

。
し

か
し
、
所
領
や
そ
の
相
続
を
め
ぐ
っ
て
同

族
間

の
対
立
も
少

な

肩
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く

な

か

っ
た

。

一

方

の

大

祝

家

は

、

神
職

と

は

い

い
な

が

ら

、
独

自

に

か

な

り

の

実

力

（
武
力
）
を

保

有

し

て

お

り
、
（
例
え
ば
、
文
明
一
一
年
に
小
笠
原
政
秀
が
松
尾
城

を
攻
撃
し
た
際
に
は
、
大
祝
継

満
は
高
遠

継
宗
と
共

に
政

秀
支

援
の
軍

を
率
い
て
出
兵

し
て

い
亘

、
惣

領

家

と

は

共

存

す

べ

き
関

係

に

あ

り

な

が

ら

も

、
政

治

的

・
軍

事

的

に

措

抗

す

る

緊

張

し

た

関

係

を

も

生

む

よ

う

に

な

っ
て

い
た

。

そ

の

は

て

に

、

文

明

一

五

年

（
一
四
公

二
）
正

月

、

大

祝

継

満

が

惣

領

家

の
乗

っ
と

り

を

謀

る

と

い

う

重

大

事

件

が

お

こ

っ
た

。

す

な

わ

ち
、

惣

領

家

の

諏

訪

政

満

一

族

を

前

宮

の

神
殿

に

招

い
た

継

満

は

、

酒

食

の

饗

応

の

は

て

酔

い

つ
ぶ

れ

た

惣

領

家

の

一

族

を

、

こ

と

も

あ

ろ

う

に

神

前

で

皆

殺

し

に

し

た

の

で

あ

る

。

こ

の

事

件

は

、

諏

訪

氏

一

族

の
激

憤

を

買

っ
た

ば

か
り

か
、

大

祝

に

仕

え

る

神

長

官
（
守
矢
氏
）
を

け

じ

め

と

す

る
神

官

た
ち

の
間

か
ら

さ

え

非

難

さ

れ

る

結

果

と

な

っ
た

。

神

長

官

・

守

矢

満

実

は
、
「

守
矢

満
実

書
留

」

の
中

に

事

の
始

末

を
記

し
、
「

惣

領

家

の
政

満

、

一

四

才

の
嫡

子

、

政

満

の
弟

、

ほ

か
身

内

の
者

十

余

人

に

一

日

中

酒

を

す

す

め

て

お

い
て

殺

害

す

る

こ
と

は
、

当

社

大

祝

と

は
申

し

難

し

」

と

強

く

そ

の
非

道

を

咎

め
て

い

る

。こ

の
惨

劇
に

怒

り
狂

っ

た
惣

領

家

で

は
、

矢

崎

政

継

を

け

じ

め
千

野

、

小

坂

、

福

島

等

の
諸

類

族

に

、

大

祝

に

仕

え

る

神
長

官

守

矢

氏

ま
で

が
結

集

し

、

大

祝

継

満

が

た

で
龍

っ

た
干

沢

城

を
攻

め
、

二
月

一

九

日
に

は
落

城

さ

せ

た

。

厳

寒

の
干

沢

城

内

は
、

寒

さ
と

飢

え

の

た

め
悲

惨

な

情

況

で

あ

っ

た
と

い

う

。
大

祝

の
父

頼

重

は

重
病

の
身

を
討

た

れ
、

老

母

や
幼

児

た

ち

は

山
中

で

凍
死

を

と

げ

た

。
大

祝

継

満

自

身

は
、

危

う

く
伊

那
方

面

に

逃

れ
、

そ

の
末

路

は

定

か

に

な

ら

ず

、

一

族

は

こ

と

ご

と

く

殺

さ

れ

た

。

と

こ

ろ

で

こ

の

諏
訪

上
社

の
内

紛

に
下

社

が

大

き

く
関

与

し

て

い
た

。

す

な

わ

ち
、

下

社

大

祝

の

金

刺

氏

は
、

守

護

の
小

笠

原

氏

内

部

に

分

立

抗

争

が

起

こ

る

と
、

し

だ

い
に

府
中

小

笠
原

氏

と

密

接

な
関

わ
り

を

と

り

結

ぶ

よ

う

に

な

り

、

鈴

岡

小

笠
原

氏

と
結

ん

で

い
た

上
社

と

敵

対

す

る

よ

う

に

な

っ
て

い
た

。
大

祝

継

満

が
惣

領
家
併
呑

の
謀
計

を
金
刺
氏
に

は
か
っ
た
た
め
、
金
刺
氏

は
下
社
大
祝
家

の

勢
力

の
拡
大

の
時

節
到

来
と
、
支

援
の
態

勢
を
整
え
て
、
干
沢
城
龍
城
前
に

諏
訪

の
各
地
に
兵
を
お
こ
し
た
。
矢
崎

政
継
ら
の
上
社

惣
領
家

で
は
、
平
沢
城

の
落
城

後
、
直

ち
に
下

社
領
内
に
軍

勢
を
派
遣
し
攻
め
た
て
た
。
つ
い
に
、
金
刺
氏
は
滅

亡
し
、
下

社
の
社
殿
は
こ
と
ご
と
く
灰
燈

と
化
し
た
。
下

社
は
の
ち
、
上

社
惣
領

家
の
手
も
入
っ
て
、
武
居
祝
家
よ
り
大

祝
を
た
て
る
こ
と
に
な
り
、

諏
訪

氏

工

社
惣
領
家
）
の
支
配
下
に
組
み
込

ま
れ
て
い
っ
た
。

一
連
の
事
変
が
収
束
す
る
と
、
惣
領
家
で
は
政
満
の
五
歳
に
な
る
遺
児
を
も
っ

て
諏
訪
氏
を
再
興
し
、
ま
た
、
古
来
ど
お
り
に
惣
領
家
か
ら
大
祝
を
た
て
る
こ
と

に
し
た
。
こ
の
争
乱
に
伊
那
の
地
侍
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
の
か
は
、
史

料
も
な
く
全
く
不

明
で
あ
る
。
神
子
柴

の
北
百
、
段

丘
上

の
古
城

に
残
る
三
基
の

五
輪
塔
が
伝
承
に
よ
る
と
箕
輪
氏
の
も
の
と
い
わ

れ

る
。
（
上
巻
、
第
一
二
章
、
神

話
・
伝
承
）
箕
輪
氏

は

、
『
高
遠
記
集
成
』
（
高
遠
の
古
記
録
八
）
に
、

木
曽
義
仲
の

図2-2　神子柴五輪の塔

末
孫
木
曽
又
太
郎
家
邨
の
嫡
男
が
高

遠
を
領
有
し
て
高
遠
太
郎
家
親
と
名

乗
っ
た
の
を
始
祖
と
し
、
そ
の
後
、

二
代

太
郎
義
信
、
三
代

右
馬
助
義

房
、
四
代

上
野
介
義
雄
、
五
代

左

衛
門
尉
義
建
、
六
代

兵
庫
助
義
俊
、

七
代

義
嶺
、
八
代

豊
後
守
義
里
、

九
代

左
衛
門
尉
義
久
、
と
九
代
百

九
十
年
に
わ
た
り
繁
栄
し
た
高
遠
氏

と
さ
れ
て
い
る
。
六
代
義
俊
、
七
代

義
嶺
か
古
城
に
住
し
た
と
伝
承
さ
れ

て
お
り
、
本
村
神
子
柴
の
五
輪
の
塔

も
そ
の
関
係
の
も
の
と
さ
れ

る
。

82
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『
高

遠

記

集

成

』

に

よ

れ

ば

、

五
代

義

建

は

「

文
明

の

頃

没

す
」

と

あ

輿

小

笠

原

氏

や

諏

訪

上
下

社

の
内

紛
時

に

は
伊

那
衆

の
中

心

人
物

の

一

人

と

し

て
活

躍

し

た

の

で

は

な

い

か

と
思

わ

れ

る

。

と

も

あ

れ
、

上

社

大

祝

家

や

下

社

大

祝

家

の
滅

亡

に

よ

る
上

社

惣

領

家

の
支

配

権

の

確

立

は

、

諏

訪

氏

の
戦

国

大

名

化

へ

の

転
機

と
位

置

付

け

さ

れ

よ

う

。
小

笠

原

氏

や

諏

訪

上
下

社

に

お

け

る

分

立

抗
争

は
、

こ

う

し

た
意

味

に

お

い

て
中

世
的

な

領

有

関

係

や

支

配

関

係

に
質

的

な

転

換

を

う

な

が

す
契

機

と

な

っ

た

よ

う

で

あ

３
　

戦

乱

時
代

の

は

じ

ま

り

以

上

述

べ

て

き

た

よ

う
に

、

鎌

倉

幕

府

滅

亡

後

の
信

濃

は
、

引

続

く
建

武

中

興

政

府

の
興

亡

と
南

北

朝

の
争

乱

期

に

、

中

央

の
政

局

を

敏
感

に

反

映

さ

せ

て
、

戦

乱

の
渦

中

に

あ

っ

た

。
北

条
時

行

や

宗

良

親

王

の
活

動

舞

台

で

あ

っ

た
伊

那
や

諏

訪

は

、
中

央

政
界

の
抗

争

の
縮

図

で

も

あ

り
、

そ

れ

だ

け
に

戦

乱

に

よ

る
伊

那

諸

地

侍

た

ち

の

浮

沈
、

土

民

の
犠

牲

は
想

像

以

上

の

も

の

が

あ

っ

た

と
思

わ

れ

る

。

加

え

て

、

室

町
時

代

に

お

け

る
国

人

衆

の
台

頭

は
、

南

北

朝

の
争

乱

以

降

培

わ

れ

て

き

た

在

地

小

領

主

層

の
実

力

を
示

す

も

の

で

あ

り
、

ま

た
鎌

倉

公

方

や

関

東

管

領

の

謀

叛

に

か

か

わ

る
関

東

の
動

乱

を
通

じ

て
守

護

小

笠
原

氏

の
軍

事
行

動

が
、

こ

の

時
代

の

主

要

な

流

れ

の
中

心

に

あ

っ

た

。

そ

し

て
、

応

仁

の
大

乱

に

さ

き

が

け

て

の

小

笠

原

氏

内

部

の

分

立

抗
争

や

、
鎌

倉

時

代

以

後
、

特
異

な
信

仰

を

も

っ

て

信

濃

武

士

の

精

神

的

支

柱

と

し

て
君

臨

し

た

諏

訪

氏

の

内

紛

が

契

機

と

な

っ

て

、

信

濃

国

内

は

一

気

に

戦

国

時
代

に

入

る

。

神

氏

の

分

流

で

あ

亘

局
遠

継

宗

が
、

伊

那

の
地

侍

を

率

い

て
杖

突

峠

越

し
に

、

宗

家

と

仰

い
で

き

た

諏

訪

へ

侵

攻

す

る

の

が
、

上

下

社

の
内

紛

後

ほ

ど

な

い

文
明

一

九

年

（
一
四
八
七
）

七

月

の

こ

と

で

あ

る

。

此
年
（
文
明
一
九
年
）

七
月
二
七
日

、
信
州
府
賀

へ
箭

あ
そ
ば
し
候

。
同
年
、
福
島
孫

七
、
真
木
殿

、
面
木
殿

、
中
沢
高

見
、
打
死

あ
そ
ば
さ
れ
候

。
御

射
山
御
延
引

の
故

な
く

候

。
八
月

七
日
迄
、
鞍
懸
御
陣
御
座
さ
れ
侯
。
有
賀
へ
矢
射
、
そ
の
間
リ
う
が
崎
之
城
取

立
て
候

。
御
知
行
候
。

（
「
諏
訪
御
符
礼

之
書
」
）

継

宗

方

は

多

数

の
戦
死

者

を

出

し

て

退

却

す

る

。

戦
死

者

の
中

に

は

、
福

島

や

牧

、

表

木

、

中

沢

の
高

見

な

ど

の
地

名

を

冠

し

た

地

侍

た

ち

が

記

さ

れ

て

い
る

。

高

遠

継

宗

を

盟

主

と

あ

お

ぐ

、

大

塔

合

戦

や

結

城

陣

番

帳

に

も

記

載

さ

れ

な

か

っ

た

新

興

の
地

侍

た

ち

で

あ

る

。

こ

う

し

た

新

興

の

在

地

領

主

の

登
場

こ

そ
、

南

北

朝

の
争

乱

や

応

仁

の
動

乱

の
副

産

物

と

す

る

に

ふ

さ

わ

し

い
も

の

で

あ

り

、

彼

等

、

新

興

の
地

侍

た

ち

こ

そ

、

新

し

い
戦

乱

の
時

代

の

幕

明

け

に

主

役

と

し

て

登

場

し

て

く

る

の
で

あ

る

。

混
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第
二
節
　
戦
乱
の
時
代

一
　

武

田

氏

の

伊
那

経

略

〔
［
　

武
田
氏
の
侵
入

応
仁
の
乱
（
一
四
六
七
～
七
七
）
に
よ
り
幕
府
が
権

威
を
失

墜
し
、
支
配

力
を
失

う
と
、
地
方
で
の
騒
乱
は
ま
す
ま
す
拡
大

し
て
、
い
わ
ゆ
る
群

雄
割
拠
の
時
代

と

な
っ
て

い
っ
た
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
信
濃
で
は
守
護
で
あ
っ
た
小
笠
原

氏
の

相
次
ぐ
分
裂
、
抗
争
や
、
諏
訪
上
下

社
の
内
輪
争

い
が
続
き
、
地
域

勢
力
の
分
立

状
態

は
複
雑
化
し
て

い
っ
た
。

こ
の
こ
ろ
隣
国
甲

斐
で
は
、
甲

斐
源

氏
の
流
れ
を
く
む
武
田

氏
が
信
虎
の
代

を

迎

え
て
い
た
。
信

虎
は
勇

猛
果

敢
な
武
将
で
、
戦

略
的
に
も
優

れ
た
手
腕
を
発

揮

し
て
、
各
地
に
割
拠
し
て
い
た
諸
豪
族
を
征
服
し
て
甲

斐
を
統

一

し

た
。
そ

し

て
、
東
海
の
今
川

義
元
々
関

東
の
北

條
氏
綱

と
和

を
結

び
、
南
や

東
を
固

め
た
上

で
百

方
の
信
濃
へ
勢
力
を
伸
ば
す
態

勢
を
つ
く
っ
た
。

信
濃
が
武
田

氏
に
と
っ
て
侵
略
の
目

標
と
な
っ
た
理
由

は
、
第

一
に
全
国

的
に

は
一
国

統
一
の
戦
国
大

名
が
出
現

す
る
中

で
、

信
濃
に
は
強
大

な
統
一
勢
力

が
存

在

し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
信
濃
は
山
岳
や
河
川

が
多
く
地
形

的

に
も
複
雑
で
、
各
地
区

に
割
拠
し
た
小
豪
族
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

を
支
配

し
て
い

る
状
態

で
あ
っ
た
。
第
二
の
理
由
は
、
当
時
の
甲
斐
の
気
候
は
寒
冷

で
、
地
味
は

悪

く
土
地
は
狭
小
で
、
経
済
力
は
乏
し
か
っ
た
。
そ
れ
に
く
ら
べ
て
信
濃
は
生
産

力
が
高
く
、
食
糧
や
軍

事
兵
力
等
の
補
給
地
と
し
て
、
対
外
進
出
す
る
た
め
に
必

要
な
領
地
と
浙
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

甲

斐
か
ら
信
濃
へ
侵
入
す
る
に
は
、
野
辺
山
高
原

を
通
っ
て
佐
久
郡
海
野
口
に

出
る
佐
久
道
と
、
松

本
、
伊

那
、
佐

久
、
小
県
な
ど
の
諧
方
面

に
つ
な
が
る
交
通

上

、
軍

事
上
の
要
衝
で
あ
る
諏
訪
へ
通
ず
る
諏
訪
道
と
が
あ
っ
た
。

こ

の

諏

訪

を

窺

う

武

田

勢

に

対

抗

す

る

戦

い

と

し

て

「

小

平

物

語

」

に

天

文

七

に
ら
さ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

混

年

（

一
五

三

八

）

六

月

に

甲

州

韮

崎

の

合

戦

が

あ

っ

た

と

記

録

さ

れ

て

い

る

。

こ

れ

に

よ

る

と

小

笠

原

長

時

に

従

っ

た

総

勢

一

万

三

千

余

の

軍

勢

が

諏

訪

衆

を

先

陣

と

し

て

甲

州

へ

攻

め

入

り

韮

崎

で

戦

い

敗

北

し

て

退

散

し

た

と

あ

る

。

こ

の

戦

い

に

出

陣

し

た

地

侍

の

中

で

、

伊

那

衆

と

し

て

は

五

〇

氏

が

あ

げ

ら

れ

、

本

村

関

係

で

は

殿

村

の

倉

田

将

監

が

書

か

れ

て

い

る

。

殿

村

の

倉

田

将

監

は

武

略

に

す

ぐ

れ

剛

の

者

で

あ

っ

た

が

、

こ

の

戦

い

で

戦

死

し

た

と

『

伊

那

温

知

集

』

や

『

伊

那

志

略

』

に

記

さ

れ

て

い

る

。

倉

田

将

監

北

殿

二
住

ス

、

藤

憚

頼

親
尾

下

之

士

ナ

リ
、

頗

ル
武

略
有

リ
、

人
呼

ン
デ

鬼

将

監

卜

日

フ

、
天

文

戊

戌

戦

イ

テ
甲

州

韮
崎

二
死

ス

、
其

子
淡

路
石

見

卜
日

フ
、

倶

二
武

ヲ

以

テ
顕

ル

、

子

孫

今

邑

長

為

リ

（
『
伊

那
志

略
』
）

信

虎

は

佐

久

に

兵

を

進

め

る

一
方

で

、

諏

訪

氏

と

和

平

を

結

石

た

め

と

し

て

娘

の

疹

宍

を

諏

訪

頼

重

の

も

と

に

嫁

が

せ

て

い

る

。

天

文

一

〇

年

（

一
五

四

一
）
、

父

信

虎

を

駿

河

に

追

放

し

、

甲

斐

一

国

の

統

治

の

実

権

を

握

っ

た

信

玄

（
晴

信

の
法

名

、

こ

こ

で

は
以

下

信

玄

と

呼

ぶ

こ

と

と
す

る
）

は

、

二

一

歳

の

若

さ

で

あ

っ

た

が

、

諏

訪

へ

の

侵

略

を

開

始

し

か

。

天

文

一

一

年

（
一

五

四

三

六

月

、

諏

訪

氏

の

分

流

で

あ

る

高

遠

の

諏

訪

頼

継

と

手

を

結

ん

で

、

諏

訪

郡

上

原

城

（
茅

野
市

）

に

頼

重

を

攻

め

て

降

服

さ

せ

、

甲

府

に

連

行

し

て

自

害

さ

せ

た

。

こ

う

し

て

古

代

よ

り

由

緒

を

誇

る

諏

訪

惣

領

家

は

滅

亡

し

、

諏

訪

郡

は

宮

川

を

境

と

し

て

東

は

武

田

氏

、

西

怯

局

遠

の

頼

継

が

支

配

す

る

と

こ

ろ

と

な

っ

た

。

し

か

し

、

い

っ

た

ん

は

武

田

と

手

を

結

ん

だ

も

の

の

、

惣

領

家

の

後

継

を

ね

ら

う

頼

継

は

そ

の

年

の

九

月

に

は

上

原

城

を

襲

い
、

さ

ら

に

諏

訪

上

下

社

を

も

占

拠

し

、

諏

訪

全

域

を

手

中

に

す

る

勢

で

あ

っ

た

。

そ

こ

で

信

玄

は

こ

の

頼

継

を

討

っ

て

諏

訪
を
制
覇
し
、
や
が
て
伊

那
へ
の
侵
攻

を
図

る
う
と
し
た
。
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こ
の
と
き
信
玄

が
諏
訪
上
社

へ
捧
げ

た
願
文
に

は
、
今
度

の
戦

い
で
伊
那
攻
略

が
で
き
た
な
ら
ば
、
神
前
に
具
足

一
領
と
馬

一
匹

を
奉
納
し
、
伊
那
郡
内
に
百
貫

文

の
地

を
神
領
と
し

て
寄

進
し

ま
す
と

い
っ
て
い
る
。
翌

九
月
二
五
日
、
信
玄

は

頼
重

の
遺
児
虎
王

を
朧
し

て
頼
継

の
軍

を
安
国
寺
（
茅
野
市
宮
川
）
付
近
で
破
り
頼

継

は
高
遠
に
逃

れ
た
。
さ
ら
に
そ
の
翌
日
に
は
武
田
の
将
駒
井
高
白
斎
は
杖
突
峠

を
越
え
て
藤
屏
谷
に
放
火
し
て
、
藤
屏
頼
親
を
降
服

さ

せ
、

つ

い

で
二
九
日
に

は
、
板
垣
信
方
は
有
賀
峠
を
越
え
て
上
伊
那
郷
（
辰
野
町
地
方
）
へ
侵
入
し
た
。
こ

れ
に
よ

っ
て
諏
訪
一
円
は
武
田

氏
の
勢
力
下

に
陥
り
、
伊

那
地
方
は
信
玄
の
侵
略

の
手
に
脅
か
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

天

文
一
二
年
（
一
五
四
三

四
月
に
な
る
と
、

信
玄
は

板

垣
信
方
に

諏
訪
の
上

原
城

の
普
請
を
命
じ
て
そ
の
城
代

と
し
、
自

ら
は
佐
久

地
方

の
攻
略
に
着

手
し
て

佐

久
の
大
井

氏
を
陥

れ
た
。
普

請
の

成
っ
た

上
原

城
を

拠
点
に
、

天
文

コ
二
年

（
一
五
四
四
）
一
一
月
、
信
玄

は
有
賀
峠

を
越
え

て

荒
神
山
に

陣
取

り
、

そ

の
先

鋒

は
羽
場

か
ら
松
島

あ
た
り

ま
で
進

ん
で
、
藤
屏
頼
親

の
軍
と
戦

っ
た
の
ち
、
上

原
城

へ
帰
陣
し

た
。
こ

の
間
に
、
先

の
安
国
寺

の
戦
で
敗

れ
て
一
旦

は
高
遠

へ
龍

っ
て
い
た
頼
継

は
、
同
年

コ

ー月
信
玄

の
主
力
が
上
伊
那
口

へ
出
陣
し
て

い
る
す

き
を
つ
い
て
杖
突
峠

か
ら
諏
訪
に
攻

め
入
り
、
上
社
神
長
官
守
矢
氏
の
館
に
放
火

し
、
千
野
氏
等
と
戦

っ
て
い
る
。

翌
天
文
一
四
年
（
一
五
四
五
）
四
月
、
信
玄
は
杖
突
峠
を

越
え
て

高
遠

を

攻
め

て
落
城
さ
せ
、
そ
こ
に
陣
所
を
構
え
て
さ
ら
に

進

ん
で

箕
輪

の

福
与
城

へ

迫

っ

た
。
福
与
城
に
立
て
龍

っ
た
藤
屏
頼
親
は
、
藤
屏
谷
で
高
白
斎
の
軍

に
敗
れ
て
降

伏
し
て
以

来
、
面

従
腹
背
的
な
立
場
を
と

っ
て

い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
た
び
の

武
田

の
侵
攻
に
は
決
然
と
し
て
対
決
す
る
道
を
選
ん
だ
。

福
与
城

は
一
名
鎌

倉
城
と
呼

ば
れ
、
鎌
倉
時
代

の
築
城

で
は
な
い
か
と
伝

え
ら

れ
て

い
る
が
、

前
方
は
天

竜
川

の
流
れ
に

臨
み
、
急
峻

な
段

丘
を
利
用

し
、

後
方

は
山
が
迫

っ
て
要
害
堅
固

な
規

模
の
大

き
な
城

で
あ
っ
た
。

頼

親

は
箕

輪

お
よ

び

そ

の
周

辺

の
侍

衆

お
よ

そ

一
五

〇

〇

人

を

結

集

し

て

福

与

城

に

寵

り
、

援

け

を
求

め

ら

れ

た
頼

親

の
義

兄

の
小

笠

原

長

時

は
筑

摩

か

ら

出

陣

し

て

、

辰

野

の
宮

所

の
竜

ケ

崎

城

に

陣
取

り

、

福

与

城

に

呼

応

し

て

武
田

の
軍

に

相

対

し

た

。

激

し

い
城

攻

め

に

も

か

か

わ
ら

ず

五

月

に

な

っ
て

も
容

易

に
陥

落

し

そ

う

も

な

い
の

で

、

信

玄

は

攻

撃
目

標

を
頼

親

の
頼

み

と

す

る

対

岸

の

竜

ケ
崎

城

に
向

け
、

激

戦

の

末

六

月

一

日

に

こ

れ

を
陥

れ

た

。
下

伊

那

か

ら

の
援

軍

の

小

笠
原

信

貞

等

も
、

頼

親

や
長

時

に
加

勢

の

た

め

五

月
半

ば
に

出

陣

し

た

よ

う

で

あ

る

が
、

双

方

の
連

絡

が

十

分

で

な

く

竜

ケ
崎

は
落

城

し

、

長

時

の
軍

は
筑

摩

へ
引

き
楊

げ

て

し

ま

い
、

福

与

城

は
孤

立
無

援

の
状

態

と

な

っ

た

た

め
、

頼

親

も

つ

い
に

六
月

一
〇

日

和

議

に

応

じ
、

弟

権

次

郎

を
人

質

と

し

て

開

城

し

、

城

は
武

田

軍

に

よ

っ
て

焼

か

れ

て
し

ま

っ

た

。

「

二

木

家

記

」
「
小

平

物

語

」

等

に

よ

る
と

、

福

与

城

の

攻

防

は

五

○

口

余

の

長

期

に

及

び
、

箕

輪

勢

は

武

田

の
大

軍

を

相

手

に

よ

く

防

戦

し

、

武

田

軍

は

た

い

へ

ん

な

苦

戦

を

し

い
ら

れ

た

と

い
う

。

こ

の

福

与

城

に

お

け

る

上
伊

那

の
侍

衆

の

奮

戦

ぶ

り

に

つ

い
て

は

「

妙

法

寺

記

」
「
勝

山

記

」

等

の

甲

州

方

の

諸

記

録

に

も

よ

く

記

さ

れ
て

い

る

。

福

与

城

に

立

て

龍

っ
た

侍

衆

と

し

て

「

小
平

物

語

」

は

次

の

よ

う

に

記

し

て

い

る

。
城

に
寵
る
武
士
に
は
箕
輪
頼

親
の
士
衆
松
島
・
大
出

・
長
岡
・
小
河
内
・
福
島
・
木
下

是

は
大

身
の
士
也
。
此
外
野
口

・
手
良
ハ

ッ
手
・
平
出
・
高
木
・
辰
野
・
宮
木
・
神
戸
・

赤
羽

・
樋
口
・
有
賀
・
漆
戸

・
柴

の
者
共

都
合
百
余
騎
雑
兵
千
五
百
龍
城

な
り
箕
輪
殿

の

中
に
も
藤
滓
織
部
・
大

泉
上
総
と
て
強
弓
の
射
手
あ
り
城

の
大

手
に
此
者
共

の
箭
先

に
中

り
寄
手
大
勢
手
負

い
死

人
是
あ
る
な
り

城

方

の

士

衆

と

し

て

『
伊

那

温

知
集

』

で

は

「
福

興

の
城

に

は
頼

親

を
大

将

に

て
松

島

・
大

出

・
長

岡

・

小
河

内

・
福

興

の

衆

、
木

下

・
殿

村

・
大

泉

・
其

外

近

S5
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郷

の
士

百

余

騎

雑

兵

共

に

千

五

百

人

楯

龍

」

と

記

し

て

い
る

。

い
ず

れ

に

し

て

も

現

在

の
南

箕

輪

を

含

め
て

箕

輪

辰

野

一

帯

の
住

人

を

巻

き

こ

ん

だ

大

き

な

戦

い
で

あ

っ

た
に

ち

が

い

な

い
。

な

お
、

こ

の
戦

で

強

弓

を

も

っ
て

知

ら

れ

る

大

泉

上

総

が

頼

親

に

従

っ
て

め

ざ

ま
し

い
活

躍

を
し

た
と

伝

え

ら

れ
て

い
る

が

、

同

様

な

こ

と

が

『
伊

那

温

知

集

』

に

も
記

さ

れ

て

い
る

。

高

遠

か
ら

箕

輪

を

侵

攻

し

た
信

玄

は
筑

摩

の
小

笠

原

長

時

を

追

っ
て

塩

尻

峠

を

越

え

、

長

時

の
林

の
館

に

放

火

し

、

さ

ら

に

桔

梗

ヶ

原

に

小

笠

原

勢

を

破

っ
て

諏

訪

へ
帰

陣

し

た

。

藤

沢

頼

親

の
そ

の
後

の
動

向

に

つ

い
て

は
、

諸

史

料

の
記

す

と

こ

ろ

で

は

、

信

玄

に

従

っ

た

り
、

ま

た
背

い
て

長

時

と

と

も

に

行

動

し

た

り

し

て

い
て
不

可

解

な

こ
と

が
多

い

。
「
箕

輪

記

」
『
伊

那

志

略

』

等

に

よ

れ

ば

、

武

田

氏

に

追

わ
れ

た

頼

親

は
し

ば

ら

く
諸

国

を
浪

々
と

し

て

お

り
、

天

正

一
〇

年

（
一
五
八
二
）
織

田

信

長

が
本

能

寺

に

滅

び

る
や

急

ぎ

よ
旧

址

に

帰

り
、

北

條

氏

直

と

手

を

結

ん

だ
が

や

が

て

は
保

科

氏

に

滅

ぼ

さ

れ

た
と

い
う

。

ま

た

『
長

野

県

町

村

誌

南

信

編

』

の
南

箕

輪

村

の
陵

墓

の
項

に

「
三

好

長

慶

塚
」

の
記

事

が

あ

る

。

文

久
三

壬
戌
年

ま
で

、
塚
上
に
一
大
老
椎
を
存
し

た
る
に
、
朽
枯
を
以
て
伐
採
す

。
此

塚
た
る
や

、
天
文

六
年
箕
輪
頼
親
、
武
田
信
玄

と
戦

い
、
城
陥
り
遂
に
松
尾

の
城
主
小
笠

原
民
部
少

輔
信
貞

と
倶

に
、
四
国

に
遁

れ
、
三
好
氏
に
頼

り
僑
居
数
年

た
り
。
天
文
十
一

年

此
地
ま
た
頼

む
も
の
な
き
に

い
た
る
。
是
に

お
い
て
頼
親
、
子
大
膳
義
成

と
復
遁

れ
て

箕
輪

に
還

る
。
後
三
好
氏

の
亡

ぶ
る
に
及

び
頼
親
其
恩
誼
に
報

ぜ
ん
と
、
遺
物
を
茲
に
埋

め
塚

を
営
み
以
て
招
魂

す
る
も
の
と
云
う

。

三

好

長

慶

塚

が

あ

っ

た
所

は
南

殿

の
西

で

、

今

は
西

天

竜

水

路

に

よ

る

水

田

に

な

っ

て
し

ま

っ

た

が
、

塚

は
三

間

余

で

周

囲

に

樹

木

が

生

い
繁

っ
て

い
て

、

里

人

は

こ

の

塚

の
上

で

午

睡

し

よ

う
と

し

て
も

誰

も

寝

る
こ

と

が

で

き

な

か

っ

た
と

い

う

。
西

天

竜

の
で

き

る
前

ま
で

は

こ

の
辺

を
長

慶

塚

と

い
う

字

名

で

呼

ん

で

い

た

。さ

て
、

天

文

一
四

年

六
月

、

箕

輪

福

与

城

の
攻

略

を
も

っ
て

高

遠

や

箕

輪

地

方

を

一

応

手
中

に

し

た
信

玄

で

あ

っ

た

が
、

完

全

な

支

配

を

浸

透

さ
せ

る
ま

で

に

は

至

ら

な

か

っ

た

の
で

あ

ろ

う

か
、

諏

訪

郡

安

国

寺

に

対

す

る
次

の
よ

う

な

文

書

が

残

っ

て

い

る

。
安

国

寺

は
杖

突

峠

へ

の
登

り
口

に

あ

る
寺

で

あ

る

。

伊

那
郡

に
城

を
取

り
立
て

、
存

ず
る
の
ま
ま
手
に
属
さ

ば
即
ち
福
地

の
郷
を
寄
進
せ
し
む

べ
く
候
。
恐

々
敬

白
。

天

文
十
五
年
づ
三
月
廿
七
日
　
　

晴
信

（
花
押
）

信
州
安
国
寺

（
山
梨
県
長
禅
寺
旧
蔵
文
書
）

こ

れ

は
伊

那

郡
に

城

を
取

り

立

て
存

ず

る

ま

ま
に

手
に

属

し

た

な

ら

ば
福

地

の

郷

を
寄

進

し

よ

う

と

い

っ

て
、

安

国

寺

を
誘

っ

て

い

る

の
で

あ

る

。

こ

の
文

書

で

み

る
限

り

で

は
、

ま

だ
伊

那
地

方

を
完

全

な
支

配

下

に

お

い

て

い

た
と

は

い
え

な

い
よ

う

で

あ

る

。

天

文

一

五
年

（
一
五
四

六
）

九
月

に

は
諏

訪

上

社

へ

伊

那

郡

の

地

を

寄

進

し

て

い
る

。

信

州
伊

那
の
ひ

ろ
か
い
と
百
貫
文

の
地
、
諏

訪
大
明
神
に
社
領
と
し
て
こ

れ
を
進
献
し
奉

る
も
の
な
り
。
但
っ
て
件

の
如

し
。

天

文
十
五
年
づ
九
月
吉
日

晴
信

（
花
押
）

神
長

殿

（
守
矢
真
幸
文
書
）

こ

れ

は
天

文

一

一
年

、

諏
訪

上
社

に

伊

那

の
攻

略

が
成

功

し

た

ら
、

伊

那

郡

に

百

貫

文

の

地

を

神
領

と

し

て
寄

進

す

る

と

い

う
願

書

を
捧

げ

て

い

る

が
、

そ

の
約

束

を
履

行

し

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

そ

の

後
、

信

玄

は
天

文

一

六
年

（
一
五
四

七
）
三

月

に

は

高

遠

城

の

鍬

立

を

行

託
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い
、

翌

一

七

年

七

月

に

は

小

笠

原

長

時

の

軍

五
千

余

騎

を

塩
尻

峠

に

急

襲

し

て
打

ち

破

リ

、
翌

一

八
年

二

五
四
九
）
七
月

に

は
箕

輪

の
福

与

城

の
鍬

立

を

行

な

っ
た

。

続

い
て

一

九

年

（
一
五
五
〇
）

七

月

に

は
長

時

を
林

の
館

に

攻

め

て

大

打

撃

を

与

え

て

い

る

。

そ

の

後
下

伊

那

の
攻

略

を
果

た

し

た
信

玄

は
、

天

文

二

一
年

（
一
五

五
二
）
高

遠

の
諏

訪

頼

継

を
甲

府

に

お

い

て

自

刃

さ
せ

た

。

こ

れ
に

よ

り
高

遠

氏

は
、

信

員

以

来

七
代

頼

継

を
最

後

と

し

て
滅

亡

し

、

高

遠

地

方

は
武

田

氏

が

完

全

に

支

配

す

る

こ
と

と

な

っ

た

。

天

文

一

一
年

以

来

、

一
〇

年

に

も

わ

た

っ
て

諏

訪

か
ら
伊

那

へ
攻

略

の
手

を

伸

ば

し

た
信

玄

は
、

そ

の
間

に

信

濃

全

域

に

か

け

て

も

ほ

ぼ

経

略

を

完

成

さ

せ

て

い

る

。

こ

う

し

て

信

玄

は
信

濃

全

域

を

平

定

し

た

の
で

あ

る

が

、
北

信

濃

の
残

党

が

越

後

の
上

杉

氏

を

頼

っ
て

信

濃

出

兵

を

促

し

た

た

め

に
、

武
田

氏

対

上

杉

氏

の

対

立

と

な

り

、

天

文

二

二

年

（
一
五
五
三
）

八

月

か

ら

永

禄

七
年

（
一
五
六
四
）

八
月

ま

で

の

一

一
年

間
、

計

五
回

に

わ

た

る
川

中

島

の
合

戦

に

発

展

し

て

い

く

の

で

あ

≒
　

武

田

氏

の
伊

那
統

治

武

田

氏

の
伊

那

侵

略

は
、

前

述

し

た

よ

う

に

、

天

文

一

一
年

（
一
五
回

一
）
に

諏

訪

上

社

へ
願

文

を
捧

げ

た
こ

ろ

か

ら

始

ま

っ

て

い

る
が

、

天

文

二

一
年

（
一
五

五
二
）
、

高

遠

頼

継

の
自

刃

の
こ

ろ

に

は
、

す

で

に

上

伊

那

地

方

は

武

田

氏

の
支

配

下

に

あ

っ
た

も

の
と

思

わ
れ

る

。

そ

の
後

、

武

田

氏

の
伊

那

統

治

は
天

正

一

〇

年

（
一
五
八
三

高

遠

城

の
落

城

に

至

る

ま

で

の

三

十

数

年

間

に

及

ん

で

い

る

。

こ

の
間

の
武

田

氏

の

統

治

は

な

か

な

か

厳

し

い
も

の

が

あ

っ
た

よ

う

で

、
「

小
平

物

語

」

に

次

の

よ

う

な

記

事

が

あ

る

。

此
の
深

篠
城
を
始
め
天

文
十
七
戌
中
中
伊

奈
郡
も
大

方
武
田
晴
信
公
御
支
配
に
成

り
保

科
殿
下

條
平

谷
衆
此
の
外
小
身
衆
上
伊

奈
衆
悉
く
降
参
仕

り
各

心
御
社

申
し
上
げ
る
也
其

の
外
小

笠
原
殿

の
為

を
存

す
る
衆

或
は
強

く
武
田

に
楯
を
つ
き
た
る
人
々
を
大
勢
御

成
敗

あ

り
小
笠
原
信
貞

も
上
方
へ
牢

々
也

こ

れ

に

よ

る

と
天

文

一

七
年

に

は
松

本

の
深

志

の
城

を
始

め

と
し

て
伊

那
郡

も

大

方

は

武
田

氏

の
支

配

下

に

な

り
、

保

科

や
下

條

平

谷

衆

、

そ

れ
に

上

伊

那

の
地

侍

た

ち

も
悉

く
降

参

し

て
し

ま

っ

た

。

小
笠

原

の

た

め

を
考

え

た

り
、

武

田

氏

に

強

く
盾

突

い

た
人

々

が
大

勢

成

敗

さ

れ

た
と

い

う

の
で

あ

る

。

ま

た
、

厳

し

い
統

治

を
示

す

も

の
と

し

て

、

信

玄

が

上

杉

氏

と

北

信

で

戦

っ
て

い

る
最

中

に

、

伊

那

で

は

一
部

の
武

士

が

武

田

氏

に

背

い
て

木

曽

に

攻

め
入

り

、

信

玄

の
娘

が
嫁

い
で

い

る
木

曽

義

昌

と

戦

っ

た

た

め
、

こ

れ

を

知

っ
た

信

玄

か
ら

厳

し

い
成

敗

を

受

け

た
と

い
う

説

が

あ

る

。
『
長

野

県

町

村

誌

南

信

編

』

の
伊

那

部

村

の
古

跡

の
項

に

次

の

よ

う
に

あ

る

。

三
昧
場

（
上
略
）
　

狐
島
に
往
古
よ
旦

二
昧
揚
と
称
す
る
荼
毘
所
あ
り
。
適
鬼
火
を
見

る
。
古
人
云

い
伝
う
。
成
敗
場
と
も
云
う
。
弘
治
二
丙
辰
年
武
田

晴
信
、
伊

那
郡

へ
討
入

り

の
時
、
侍
大
将
馬
場
民
部
少
輔
を
初
め
と
し
て
、
七
頭

其
の
勢
一
万

二
千
余
騎

に
て
甲

山

の
城
へ
入
り
、
降
参
致
ナ

ベ
き
旨
檄
文
を
出
す
処
、
降
者

一
名
も
無

し
晴

信

大

に

怒

リ
、
諸
方
に
て
八
人
の
者
を
召

捕
り
、
狐

島
に
て

榛

に
上

げ
る
（
伊

那
武
鑑
根
元
記
に

見
え

た
り
）
然
る
処
、
里
民
共
窃

に
其
の
八
人
の
首

を
以
て

、
同
郡
入

ノ
谷

の
郷
黒
河
内

村
に
埋
葬
せ
し

と
云
う

。
其
旧
墳
を
称
し
て
今
に
「
八
人
塚
」
と
云
う

な

り
。
ま
で
永

年

間
、

高
遠

の
儒

人
中
村
元
恒

な
る
者

、
題
し
て
其

の
碑
を
築

か
れ
今
、
該
村
に
存
す
。

こ

の
説

は

『
甲

陽

軍

鑑

』

に

基

づ

く

説

で

あ

り

『
伊

那

武

鑑

根
元

記

』

で

は

さ

ら

に

具

体

的

に

八
入

の
侍

た
ち

の
名

を

あ

げ

て

い
る

。

し

か
し

、

こ

の
八

人

の
成

敗

に

つ

い
て

『
上

伊

那

誌

』

等

に

よ

る

と

、

他

の
信

用

で

き

る

史

書

で

は

い

っ
さ

い
触

れ
て

お
ら

ず

信

憑

性

に

欠

け

る

と

言

っ
て

い
る

。

こ

の
件

の
真

偽

の
ほ

ど

は

と

も

か

く
と

し

て

、

信

玄

の
伊

那

支

配

の
政

策

は
厳

し

か

っ
た

よ

う

で

、

そ

の
例

は

「
小

野

文

書

」

の
定

（
信

玄

の
朱

印

あ

り

）

に

も

み

ら

れ

る

。

こ

の
定

は
永

禄

三

年
（
一
五
六
〇
）
、

当

時

、

小

野

七

騎

と

称

せ

ら

れ

た

小

野
郷

の
地

侍

に

申

し

伝

え

た
も

の
で

、
「
重

科

の
罪

人

や

国

法

を
犯

し

た

者

を
三

日

を

経

る
ま

で

隠

し

て

お

け

ば

、

届

け

出

た
者

も
同

罪

と

し

て

処

分

す

る

。

ま

た

甲

州

訂
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の
た
め
に
悪
い
こ
と
を
聞
い
て
高
島
城
ま
で
申
し
出
た
な
ら
ば
褒
美
を
与

え
よ

う
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
小
野
が
上
伊
那
の
北
の
口
に
位
置
す
る
要
衝
の
地
で

あ
っ
た
か
ら
と
は
い
え
、
な
か
な
か
厳
し
い
達
し
で
あ
る
。

信
玄
が
甲
州
法
度
を
定
め
た
の
は
、
天
文
二
（
年
（
一
五
四
也

の
こ
と
で
、

そ
の
後
改
訂
や
追
加
が
な

さ
れ
て
、
天
文
二
三
年
（
一
五
五
四
）
に
は
五
七
か
條

に
な
っ
て
い
る
。
正
式
に
は
「
甲
州
法
度
之
次
第
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
信
玄
は
こ
の
法
度
に
よ
り
領
国
統
治
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
伊
那
地

方
も
当
然
こ
の
細
か
く
定
め
ら
れ
た
法
度
に
よ
り
、
行
政
、
治
安
維
持
が
な
さ
れ

て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
林
貞
夫
著
『
甲
州
法
制
史
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
法

度
の
内
容
は
犯
罪
人
の
遺
産
処
分
禁
止
規
定
か
ら
隠
田
に
関
す
る
規
定
ま
で
二
一

項
に
わ
た
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
規
定
は
実
に
詳
細
に
わ
た
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
永
禄
元
年
（
一
五
五

八
）
に
は
さ
ら
に
九
九
か
条
を
加
え
て
、
こ
れ
を
下
巻
と
し
て
い
る
。
下
巻
九
九

か
条
に
つ
い
て
は
、
法
秩
序
で
な
く
、
戦
揚
に
お
け
る
倫
理
規
定
、
家
臣
の
行
儀

作
法
の
規
定
、
貴
人
、
父
母
兄
弟
、
朋
友
、
男
女
な
ど
の
倫
理
規
定
等
、
む
し
ろ

社
会
秩
序
を
ね
ら
い
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

信
玄
は
こ
の
よ
う
な
法
度
を
明
細
に
定
め
、

こ
れ
に

よ
っ
て
家
臣
団
を
統
率

し
、
領
国
の
民
政
を
実
施
し
た
が
、
さ
ら
に
将
卒
を
統
率
す
る
必
要
か
ら
、
信
玄

へ
の
忠
誠
を
誓
わ
せ
た
起
請
文
を
数
多
く
提
出
さ
せ
て
い
る
。

永
禄
一
〇
年
（
一
五
六
七
）
八
月
、
甲
斐
、
信
濃
、
上
野
の
諸
将
か
ら
徴
し
、

小
県
郡
生
島
足
島
神
社
に
棒
げ
さ
せ
て
異
心
な
き
こ
と
を
誓
わ
せ
た
起
請
文
が
、

今
で
も
同
社
に
現
存
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
将
の
中
に
は
上
伊
那
に
関
係
し
た

者
と
し
て
、
片
桐
源
七
郎
昌
為
・
上
穂
善
次
為
充
・
飯
島
大
和
守
為
方
・
同
兵
衛

尉
為
政
・
同
出
雲
守
重
綱
・
同
志
摩
守
安
助
・
片
桐
二
兵
衛
尉
為
房
・
赤
須
二
郎

三
郎
頼
泰
二
剛
沢
甚
十
郎
繁
直
等
の
名
か
お
る
。
こ
の
起
請
文
の
文
面
は
ど
れ
も

ほ
ぼ
同
じ
で
、
大
部
分
の
も
の
は
次
の
よ
う
な
六
か
条
か
ら
成
っ
て
い
る
。

一
、
以
前
に
捧
げ
た
数
通
の
誓
詞
に
決
し
て
背
か
な
い
こ
と

べ

信
玄
様
に
対
し
奉
り
、
逆
心
謀
叛
等
を
企
て
な
い
こ
と

一
、
長
尾
景
虎

（
上
杉
氏
）
を
始
め
と
し
、
敵
方
か
ら
ど
の
よ
う
に
誘
わ
れ
て

も
同
意

し

な
い
こ
と

一
、
甲
、
信
、
西
上
野

（
武
田

の
領
国
）
の
諸
卒
に
逆
心
を
企
て
る
者
が
あ
っ
て
も
決
し

て
動

ぜ
ず
忠
節
に
抽

ん
で

る
こ
と

一
、

表
裏

な
く
二
途
に
渉
ら

ず
戦
功
に
抽
ん
で

る
こ
と

て

家
中

の
者
、
悪
事

あ
る
い
は
臆
病

の
意
見
を
言

っ
て
も
一
切
同
心
し
な
い
こ
と

こ

れ

ら

を
掲

げ

天

地

神

明

に

誓

わ
せ

て

い
る

の
で

あ

る

。

こ

の
年

の
八

月

の

う

ち
に

、

合

わ

せ

て
二

三

七
名

と

い
う

多

数

の
将

士

か
ら

起

請

文

を

提

出

さ

せ

て

い

る

こ

と

は
、

信

玄

が
領

国

内

の
諸

将

の
統

率

の

た

め
に

、

い

か
に

入

念

な

対

策

を

講

じ

て

い
た

か

を
示

す

よ

い
例

と

い
え

よ

う

。

武

田

氏

が
領

国

の
統

治

を

す

す

め

る
う

え

で

、

特

に

目

立

つ
こ

と

は
神

社

仏

閣

に

対

す

る
政

策

で

あ

る

。
戦

国

の
武

将

が
新

し

い
作

戦

を
開

始

す

る
に

あ

た
り

、

神

仏
に

そ

の
戦

勝

を
祈

願

し

、

や

が

て
功

成

っ
て

目

的

を

達

し

た
と

き

、

武

具

冲

所

領

を

寄

進

す

る

こ

と

は

一

般

的
に

行

わ

れ

て

い

た

こ

と
で

あ

る

。
し

か
し

、

武

田

氏

、

と

く

に

信

玄

は
単

な

る

政

策

の

た

め

だ

け

で

な

く
、

信

仰

そ

の
も

の
に

極

め

て
真

摯

で

あ

っ

た
と

い

わ

れ
て

い
る

。

次

に

武

田

氏

が

伊

那

地

方

の
経

略

に

当

た

っ
て

と

っ
た

寺

社

政

策

に

つ

い

て

『
上

伊

那
誌

』

の
記

述

を
み

る

と
、

次

表

の

よ
う

で

あ

る

。

三

〇

余

年

間

の
伊

那

地

方

統

治

の
間

に

、

現

存

す

る

史

料

に

基

づ

く

も

の
だ

け

で

も

こ

の

よ

う
に

数

多

く

の
諸

策

が

み

ら

れ

る

の
で

あ

る

。

伝

承

と

も

な

れ

ば

さ

ら
に

そ

の

数

は
多

く
、

南

箕

輪

で

は
、

殿

村

八
幡

宮

の

社

伝

に
、
（
天

文

二

三

年

二

五
五
四
）
、

信

玄

は
伊

那

郡

を
経

略

し

た

戦

功

に

謝

し

、

七
貫

二

百

文

の
上

地

を

奉

納

し

た

。」

と

あ

る

。

銘



第２節　戦乱の時代

『上 伊 那 誌 』武 田氏 ノ寺社対策

年　　 号 寺　　　　　 社　　　　　 対　　　　　 策 ’ 文　　　 書

天文11

天文15

天文23

永禄 ３

永禄 ４

永禄 ７

永禄 ８

永禄10

永禄11

天正3

//

天正 ４

天正 ６

μ

μ

天正 ８

μ

天正 ９

μ

1542

1546

1554

1560

1561

1564

1565

1567

1568

1575

//

1576

1578

μ

μ

1580

//

1581

//1

諏訪上社戦 勝祈 願（高遠 頼継ヲ討ツ）（信玄）

ひろかいと1CO貫文 ヲ上 社二寄進 （信玄）

箕輪御射山大明神 二７貫文寄進 （信玄）

上社権祝二伊那郡 ノ旧領安 堵（信玄）

山城清 水寺 二伊那郡面木郷寄進 （信玄）

小野大明神宮 二銅鐘 ヲ造 ル（勝頼）

下社の祭礼再興 （信玄）

小県郡生島足島神社 二起請文ヲ棒ゲサス（信玄）

高野山二高遠領内住民 ノ宿坊ヲ定ム（勝頼）

高遠建 福寺 ノ詞堂物 ノ徳役ヲ免ズ　（// ）

宮木諏訪神社再造　　　　　　　　 （// ）

笠原郷 二上社御頭ヲ勤仕サス　　　 （// ）

建福寺 二鉾持古町ノ人足ヲ使役ス

笠原吉祥寺門前居住人ノ譜請役ヲ免 ズ（ ○

建福寺客殿造立ノ間，門前百 姓ノ夫役 ヲ免 ズ（ ○

竜勝寺 ノ寺規ヲ定 ム（勝頼）

光前寺二旧規ノ如 ク徳役ヲ免 ズ（勝頼）

香坂右近助二大坊 ヲ宛 行イ円福寺修造

建福寺ノ条 規ヲ定 ム

守矢文書

//

小池文書

矢島文書

温泉寺文書

小野神社文書

諏訪下社//

生島足島　･･

桜 地 院//

建 福 寺/ ´

諏 訪神社棟札

諏 訪忠弘文書

建 福寺文書

//

//

竜勝寺//

光 前寺//

円福寺//

建 福寺//

一

一

織
田
氏
の
侵
入

元
亀
三
年
（
一
五
七
三

秋
、

武
田
信
玄
は
武
田
氏
の
運
命
を
賭
け
た
戦
い
と

な
る
覚
悟
の
も
と
に
、
大
軍
を
率

い
て
伊

那

か
ら
遠
江
、
三
河
に
攻

め
入

っ
た
。

二
俣
に
戦

い
、
さ
ら
に
三
方
ケ
原

で
徳
川

家
康
の
軍
を
破

っ
た
信
玄
は
、
翌
元
亀

四
年
（
一
五
七
三
）
二
月
、
三
河

の
野
田

城
を
攻
略
し
た
が
、
そ
の
陣
中

で
病

が
悪

化
し
て
、
や
む
な
く
長
篠
に
引

き
返
し
、
凰
来
寺
を

経
て

本
国
甲
斐
に

帰

る

途

中

、
四
月

コ

ー
日
下
伊

那
の
駒
場

で
病
死

し
た
。
五
三
歳
で
あ

っ
た
。

信
玄
の
死

後
は
そ
の
子
、
勝
頼

が
武
田

氏
の
統
帥

と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、

武

田

氏
の
勢
力
拡
張

を
恐
れ
た
越
後
の
上

杉
謙

信
や
三
河

の
徳
川

家
康
は
、
織
田

信

長
と
手
を
結
ん
で
信
濃
、
甲

斐
を
攻
め
る
よ
う
す
を
み

せ
た
の
で
、
勝
頼

は
南
北

に
強
敵
を
迎
え
る
と

い
う
苦
境
に
立

だ
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

天
正

三
年
（
一
五
七
五
）
五
月
、

こ
の
苦
境

を
脱

し
よ
う

と

し

て
、
勝
頼

は
甲

斐
・
信
濃
の
大
軍

を
結
集

し
て
遠
江

の
長
篠
城
に
家

康
を
攻
め
た
。
信
長

け
美
濃

か
ら
救
援
の
軍

を
率
い
て
参
戦

し
、

こ
こ
に
激
戦

が
展
開

さ
れ
た
。
信
長

け
何
千

挺

に
も
及

ぶ
鉄
砲
を
揃
え
、

し
か
も
鉄
砲
を
持

っ
た
兵

の
働

き
を
も
っ
と
も
有
効

に

生
か
す
戦
術

を
と
っ
た
た
め
に
、

さ
す
が
の
武
田
軍

も
大

敗
し

て
し

ま
っ
た
。

こ
の
長
篠

の
合
戦

は
、
天
文

コ

ー年
（
一
五
四
三

に

ポ
ル
ト

ガ
ル
人
に

よ

っ

て

種
子
島
に
伝
来

さ
れ
た
鉄
砲

が
、
新
兵
器
と
し

て
の
威
力

を
発
揮
し

た
最
初

の
戦

い
と
も
言

え
よ
う
。

信
玄

の
後
を
継

い
だ
勝
頼
は
、
将
と
し
て
の
力
量
は
遠
く
信
玄
に
は
及
ば
な
か

っ
た
と
言

わ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
長
篠

の
戦

い
で
精
鋭

の
将
士
を
数
多
く
失

い
、

そ

の
上
に
縁
者
に
も
そ
む

か
れ
て
軍
内

の
統
制
は
乱
れ
て

い
っ
た
。

天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
三
月
に
越
後

の
上
杉
謙
信
が

病
死

し
て
、

北
越
に
お

け
る
上
杉
氏
の
勢
力
が
衰
え
る
と
、
勝
頼
を
お
び
や
か
す
者
は
信
長
、
家
康
と
駿

河
の
北
條
氏
政
と
な
っ
た
。
天

正
九
年
（
一
五
八
一
）
の

春
、

勝
頼
は

甲

州
新
府

卵



第2 章 村 の 中 世

豆

崎
）
に

新

し

い
城

を

構

え

て
態

勢

を

整
え

、

こ

れ

ら

の
連

合

軍

に

対

抗

し

よ

う

と

し

た

。

し

か
し

、

翌

天

正

一
〇

年

（
一
五

八
二
）
正

月

、

妹

婿

の
木

曽

義

昌

が

信

長

に

通

じ
勝

頼

に

反

旗

を

翻

し

た

。

そ

の

た

め
義

昌

を
討

と

う

と

し

て

、

勝

頼

は
諏

訪

の
上

原

城

に

出

陣

し

た
が

、

信

長

け

義

昌

の
救

援

を

機

に

武

田

勢

攻

略

の
軍

を
起

こ
し

た

。

天

正

一

〇

年

二

月

三

日

、

信

長

け

甲

斐

、

信

濃

侵

入

の
進

路

を

定

め

、

駿

河

口

よ

り

徳

川

家

康

、

関

東

口

よ

り

北

條

氏

政

、

飛

騨

口

よ

り

金

森

五

郎

八
、

そ

し

て

主

力

で

あ

る

織

田

信

忠

の
軍

は

木

曽

口

と

美

濃

の
岩

村

口

か

ら

の
二

手

に

分

か

れ

て

進

撃

を

始

め

た

。

織

田

家

の
祐

筆

で

あ

っ
た

太

田

牛

一

が

信

長

に

従

っ

た
体

験

を

も

と

に

記

録

し

た

「

信

長

公

記

」

に

よ

れ

ば

、

二

月

三

日

の
項

に

「

三

位

中

将

信

忠

、

森

勝

蔵

、

団

平

八

、

先

陣

の
為

、

尾

州

、

濃

州

の
御

人

数

、

木

曽

口

、

岩

村

口

両

手

に

至

り

で

出

勢

也

」

と

あ

る
。

織

田

軍

の
伊

那

侵

入

に

対

し

て

、

勝

頼

の
弟

仁

科

盛

信

の
守

亘

局
遠

城

が

激

し

い
抵

抗

を

し

た

だ
け

で

、

他

は
織
ｍ

軍

の
勢

に

恐

れ
を

な

し

て

ほ

と

ん

ど
戦

い
ら

し

い
戦

い
を

せ

ず

に

道

を

あ

け

て

し

ま

っ
た

。

飯

田

城

も

大

島

城

も

、

飯

島

の
本

郷

城

も

伊

那

の
春

日

城

も

箕

輪

城

も

戦

わ
な

か

っ

た

。

飯

島

か

ら

高

遠

へ
迫

る

織

田

軍

の
様

子

は

「

信

長

公

記

」

に

次

の

よ

う

に

記

さ

れ
て

い

る

。

三
月
朔
日
、
三
位
中
将
信
忠
卿
、
飯
島
よ
り
御
人
数
を

出

だ

さ

れ
、
天
竜
川
乗
越
さ

れ
、
貝
沼
原
に
御
人
数
立
て
さ
せ
ら
れ
、
松
尾
の
城
主
小
笠
原
掃
部
大
輔
案

内

者

と

し

て
、
河
尻
与
兵
衛
、
毛
利
河
内
守
、
団

平
八
、
森
勝
蔵
、
足
軽
に
御
先
へ
遣
は
さ
れ
、
中

将
信
忠
卿

は
御
ほ
ろ

の
衆
十
人
ば

か
り
召
列
れ
、
仁
科
五
郎
楯
寵
り
侯
高
遠

の
城
、
川
よ

り
こ
な
た
高
山
へ
懸
上
さ
せ
ら
れ
、
御
敵
城
の
振
舞
、
様
子
御
見
下
墨
な
さ
れ
、
其
日
は

か
い

ぬ
ま
原
に
御
陣
取

る
。

破

竹

の
勢

い
で
伊

那

谷

を

北

上

し

た

織

田

軍

は

、

天

正

一

〇

年

三

月

一

日

、

飯

島

を

出

発

し

て

天

竜

川

を

東

へ
渡

っ
て

、

富

県

の
貝

沼

原

に

陣

を

構

え

、

河

南

瀬

戸

の
白
山

へ
登

宍

三
峯
川
を
隔
て
て
対
岸

の
高
遠
城

の
様
子
を
検
分
し
た
。
ま

た
そ

の
夜

の
う
ち
に
一
部

の
者
は
川
下

の
浅
瀬
を
渡
り
大
手
の
ロ

ヘ
と
取
り
詰
め

て
い
っ
た
。

翌
三
月
二
日
、
夜
明
け
と
と
も
に
織
田

の
大
軍

は
総
攻
撃
を

か
け
、
信
忠

は
搦

手

の
口

か
ら
、
森
勝
蔵
、
団
平
八
、
毛
利
河
内
、
河
尻
与
兵
衛
、
松
尾
掃
部
大
輔

は
大
手
口

か
ら
攻

め
入

っ
て
、
両

軍
入
り
乱
れ
て
戦

っ
た
。
龍
城

の
盛
信
以
下

一

族
郎
党
は
力
尽
き
て
悲
惨
な
最
後
を
と
げ
、

つ
い
に
高
遠
城
は
落
城
し
て
し
ま

っ

た

。
と
き
に
盛
信
は
二
六
歳
で
あ

っ
た
と
言

わ
れ
て

い
る
。

高
遠
城
を
攻
略
し
た
信
忠
の
軍

は
、
藤
沢
の
谷
を
諏

訪
へ
越
え
、
翌
三
日
に
は

諏
訪
上
社

か
ら
上
原

城
を
占
領
し
て
諏
訪
を
手
中
に
し
、
さ
ら
に
甲

斐
に
侵
入
し

て
七
日
に
は
甲
府
に
陣
取
り
、
一
一
日
に
は
勝
頼
父
子
を
天
目
山

の
麓

の
田

野
に

お

い
て
自
害
せ
し

め
、

つ
い
に
武
田

氏
は
こ
こ
に
滅

び
る
に
至

っ
た
。

高
遠
城

の
戦

い
に

つ
い
て
「
高
遠
記
集
成
」
に
記
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
次

の
説

か
お
る

。
森
勝
蔵
（
長
可
）
は
信
忠

の
兪
を
受
け
て
上
伊
那

の
百
山
沿

い

の

村

々

を
焼
き
、
福
与

の
城
を
経
て
有
賀
峠

か
ら
諏
訪

へ
入

っ
た
が
、
高
遠

の
城
が
ま

だ

堅
固
で
、
味
方
が
寄
手
を
待

っ
て

い
る
と
伝
え
聞

い
て
、
杖
突
峠

か
ら
尾
根
伝

い

に
荊
口
へ
兵
を
進

め
た
。
そ
こ
で
ま
ず
弘
妙
寺
へ
兵
糧

の
炊
き
出
し
を
催
促
し

た

が
断
ら
れ
た
の
で
、
勝
蔵
は
怒

っ
て
寺
に
火
を
か
け
て
焼
き
払

っ
て
し
ま

っ
た

。

次
に
山
室
の
遠
照
寺
へ
炊
き
出
し
を
命
じ
た
が
、
住
僧
は
荊
口

の
煙
を
み
て
恐

れ

を
な
し
炊
き
出
し
に
応
じ
た
。
そ
こ
で
兵
糧
を
と

っ
た
の
ち
月
蔵
を
越
え
て
信
忠

軍

に
呼
応
し
て
城
攻

め
に
加

わ
っ
た
と

い
う

の
で
あ

る
。

し

か
し
こ

の
説
に

つ
い
て
は
疑
問
視

さ
れ
て
い
る
。

「
信
長
公
記
」
に
よ

れ
ば
、
信
長
は
三
月
一
五
日
、
飯
田
に

お
い
て
勝
頼
父
子

の
首
を
さ
ら
し

た
後
、
一
七
日
に
は
飯
田

か
ら
大
島
を
経
て
飯
島
に
泊
り
、
一
八

日
に

は
高
遠
に
着
陣
し
、
一
九
日
に
は
諏
訪
上
社

の
法
華
寺
に
至
り
、
一
四
日
間

滞
陣
し

て
い
る
。
そ
こ
で
東
国

の
諸
将

を
謁
し
、
甲
斐

か
ら
帰
陣
し

た
信
忠
と
対

卯
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面
し
、
武
田
氏

の
旧
領
を
諸
将
に
分
配
し
た
。
伊

那
一
郡
は
そ

の
時
毛
利
河
内
守

秀
頼
に
分
配
さ

れ
た
。

信
長
け
武
田

氏
の
旧

領
を
処
分
し
、
侵
略
後
の
諸
政
策
を
整
え
、
や
が
て
四
月

二
日
、
諏
訪
を
発
し
て
甲

斐
よ
り
駿
河

を
経
て
安
土
城
に
凱
旋
し
た
。
し
か
し
、

中
国

地
方
平

定
の
た
め
毛
利

氏
と
戦
っ
て

い
る
羽
柴

秀
吉
を
救
援
す
る
た
め
出
陣

の
途
中

六
月

二
日
京
都
の
本
能

寺
で
明

智
光
秀
に
討
た
れ
四

九
歳
の
生
涯

を
閉
じ

た
。
信

忠
も
自

害
し
て
果

て
た
。
三
月

二
日
の
高
遠

落
城

よ
り
わ
ず
か
三
か
月

後

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

信
長

の
急
死
に

よ
っ
て
、
武
田

の
旧
領
に
配
置

さ
れ
て
い
た
織
田

の
諸
将
は
あ

わ
た
だ
し
く
引

き
あ
げ
、
信
濃

は
領
主
不
在

の
状
態

と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
武
田

々
織
田
に
追

わ
れ
て
い
た
信
濃

の
旧
族

は
、

そ
れ
ぞ
れ
に
旧
領

を
と
り
も
ど
し
始

め
た
が
、
南
信
で

は
東
海
地
方

か
ら
徳
川
氏
、
来
信

で
は
関
東

か
ら
北
條
氏
、
北

信

で
は
越

後
か
ら
上
杉
氏

の
勢
力

が
手
を
伸

ば
し
て
き
た
。
伊

那
地
方
で

は
藤
沢

頼

親
が
箕
輪
に
、
保
科
正
直

が
高
遠
に
復
帰

し
、
下
伊

那
で
も
小
笠
原

・
知
久

・

下
條
氏
等

が
そ
れ
ぞ
れ
旧
領
に
帰

っ
た
が
、
南

か
ら
勢
力

を
伸

ば
し

て
き
た
徳
川

家
康

の
勢
力
下
に
属

す
る
よ
う
に

な
っ
た
。

天
正

一
〇
年
（
一
五
八
二
）
と

い
う
年

は
、
全
国
的
に
も
そ
う
で

あ
っ

た

よ

う

に
、
信
濃
に

と
っ
て
も

た
い
へ
ん
あ
わ
た
だ
し

い
年
で

あ
っ
た
。
武
田

の
支
配

が

衰
え

る
と
西

か
ら
織
田

が
侵
入
し
、
織
田

が
引

き
あ
げ
る
と
そ
の
空

白
を
ね
ら
っ

て
旧
領

主
が
復
帰

し
、

さ
ら
に
周
囲

か
ら
北

條
、
徳
川
、
上

杉
が
侵
入

し
て
く
る

と
い
っ
た
よ
う
に
、
信
濃

の
情
勢

は
め
ま
ぐ

る
し
く
複
雑
に
展
開

し
て
い
っ
た
。

三
　

南

箕

輪

の

城

跡

上

豪
族

上
伊

那
に

は
、

そ
の
地
名

を
つ
け

て
何

々
城

と
か
、
又

は
単
に
城

と
か
本
城
、

城

山
な
ど
と
呼

ば
れ
る
城

跡
が
多
い
（『
上
伊
那
誌
・
歴
史
篇
』
）
。

し

か
し
、

こ
れ

ら
は
近

世
大
名

の
居
城

で
あ
っ
た
高
遠
城

を
除

い
て
は
、

い
ず
れ
も
規

模
が
小
さ

く
、
中

世
に
お

い
て
地
方

象
族
の
居
館
や
砦
で
あ

っ
た
り
、
狼
煙
台

で
あ
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

中
世
の
戦
乱
の
時
代
で
は
、
こ
の
よ
う
な
城
は
武
力
や
支
配
力
の
中
心
で
は
あ

っ
て
も
、
そ
の
地
域
の
社
会
的
、
経
済
的
な
中
心
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
。
し
た

が
っ
て
近
世
の
封
建
社
会
に
な
る
と
、
そ
こ
は
い
つ
の
間
に
か
山
林
原
野
に
も
ど

っ
た
り
、
田
畑
と
な
っ
て
耕
さ
れ
た
り
し
て
城
跡
は
そ
の
原
形
を
失
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
の
う
え
近
年
に
な
っ
て
宅
地
造
成
や
道
路
工
事
の
た
め
に
、
さ
ら
に
古
城

の
遺
構
は
壊
さ
れ
て
そ
の
面
影
さ
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
城
の
跡
は
南
箕
輪
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
今
日
で
は
そ
れ
を
知
る

文
献
が
乏
し
く
、
出
土
資
料
も
ぽ
七
ん
ど
な
い
の
で
、
そ
の
研
究
に
は
困
難
な
点

が
多
い
。
こ
こ
で
は
南
箕
輪
の
城
跡
に
つ
い
て
、
そ
の
所
在
、
地
形
と
と
も
に
江

戸
時
代
に
残
さ
れ
た
諸
文
献
や
、
明
治
初
年
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
長
野
県

町
村

誌
』
、
そ
の
土
地
の
伝
承
、
地
名
等
を
参
考
に
述
べ
て
み
た
い
。

１
　
棚
木

城

跡
（
図
２
－
３
）

久
保
地
籍
天
竜
川
河
岸
段
丘
と
南
沢
に
は
さ
ま
れ
た
中
段
台
地
上
に
あ
っ
て
、

南
は
朧
の
沢
の
断
崖
、
東
は
河
岸
段
丘
の
急
斜
面
、
西
と
北
は
南
沢
に
よ
っ
て
浸

食
さ
れ
た
深
い
谷
と
な
っ
て
い
て
、
眺
望
も
よ
く
自
然
の
地
形
を
巧
み
に
利
用
し

た
城
で
あ
る
。
城
は
東
西
約
三
八
ｍ
南
北
約
五
八
ｍ
の
長
方
形
で
、
本
丸
跡
は
畑

に
な
っ
て
お
り
、
南
に
一
条
の
空
堀
か
お
る
。
し
か
し
こ
の
堀
も
久
保
か
ら
登
っ

て
き
た
道
路
の
拡
幅
工
事
の
た
め
大
部
分
が
埋
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
久
保

か
ら
登
る
道
の
あ
た
り
を
、
「
き
だ
は
し
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は

階

を
意

味
し
、
お
そ
ら
く
大
手
は
こ
の
東
面
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

『
南
信
伊
那
史
料
』
等
に
よ
る
と
「
天
文
年
間
（
一
五
三

了

五
五
）
の
初
期

に
棚
木
四
郎
と
い
う
郷
士
が
沢
尻
の
宮
島
式
部
の
姉
を
妻
と
し
、
こ
こ
に
住
ん
で

い
た
。
福
与
城
に
属
し
て
い
た
が
、
後
に
武
田
信
玄
進
攻
の
と
き
、
没
落
し
て
家

名
を
失
っ
た
」
と
い
う
。
現
在
こ
の
地
を
棚
木
と
い
い
、
ま
わ
り
に
棚
木
城
廻
ひ

沢
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護
神
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
稲
荷
神
社
が
祭

っ
て
あ

る
。
ま
た
、
本

´　 、ヽヽヽ 空
節

図2-3　 明治初期の棚木城跡（『長 野県 町村誌』）（上）

と現在 の棚木城跡見取図（下）

丸
の
西
方
に
約
一
〇
〇
ｍ
間
隔
に
二
条
あ
っ
た
と
言

わ
れ
て
い
る
空
堀
は
滝
の
沢
側
に
わ
ず
か
に
そ
の
跡

を
と
ど
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

中
込
城
の
成
立
や
城
主
に
つ
い
て
は
、
全
く
不
明

と
さ
れ
て
い
る
が
、
福
与
城
に
附
属
し
て
い
た
と
す

る
説
が
一
般
的
で
あ
る
。

３
　
倉
田
の
城
跡
（
図
２
－
５
）

北
殿
の
ぽ
ぼ
中
央
の
東
の
段
丘
の
つ
き
る
所
に
あ

る
。
東
西
約
四
〇
ｍ
、
南
北
約
五
五
ｍ
の
平
地
で
、

今
は
水
田
と
な
っ
て
い
る
。
東
竺
局
さ
二
〇
ｍ
余
の

急
な
崖
で
、
杉
の
木
立
の
下
を
飯
田
線
が
走
り
、
南

と
北
に
深
い
空
堀
が
あ
り
、
西
に
も
空
堀
の
一
部
が

残
っ
て
い
る
。
南
の
堀
の
Ｉ
か
所
に
北
に
向
け
て
堀

図2-4　 明治初期中込城跡（『長野県 町村誌』より）

（上）と昭和30年ご ろ中込城見取図（下）
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ト

国

道

一

旦

二
号

線

ら
し

い
く
ぼ
み
か
お

る
こ
と

か
ら
、
昔

は
西

の
空
堀

は
北

か
ら
南

ま
で
続

い
て
い

た
も

の
と
思

わ
れ
る
。
こ

の
古
城
跡

を
土
地

の
人

は
本
城
と
呼

ん
で

い
る
が
、
こ

こ
に
接
し
て
、
北
城
、
西

城
、
ヲ
小
屋
、
西
小
屋
、
堀
ノ
内
等

の
地
名
が
残

っ
て

い
る
。

『
伊

那
温
知
集
』
等
に

よ
る
と
「
鎌
倉

か
ら
来

た
倉

喇
筑

後
守

は
、

け
じ
め
横

西 城　 Ｕ.　 止

止

藤

夕 f
〆

１１り １ １

／
″
″
二

″
一

｀
一
・

゛

ｌｈ Ｈ Ｉ Ｏ 八 日 い ｈ り
ｙ ｌ ｌ

｀

一

〆

20 ｍ
０

②

倉
田
ノ
城
跡

①

倉
田
将
監
墓

０

北
条
丹
後
墓

図2-5　 明 治初 期倉田の城跡（『長野県町村誌より』（上）と倉田城跡付近の見取図（ 下）

山
の
鳩
吹
城
に
居
住
し
た
が
、
木
曽

義
康
と
与
地
で
戦
っ
て
敗
れ
、
こ
の

土
地
へ
来
て
館
を
構
え
た
。
そ
の
子

孫
将
監
安
光
は
剛
勇
の
士
で
、
仁
科

の
日
岐
将
監
、
筑
摩
の
神
田
将
監
と

と
も
に
三
将
監
と
呼
ば
れ
、
小
笠
原

長
時
の
旗
下
藤
沢
頼
親
に
属
し
て
活

躍
し
、
天
文
七
年

二

五
三
八
）
七
月

一
九
日
、
甲
州
韮
崎
の
合
戦
で
武
田

方
と
戦
い
討
死
し
た
。
そ
の
子
淡
路

守
、
石
見
守
を
経
て
子
孫
が
こ
の
地

に
住
み
つ
い
た
」
と
い
う
。
倉
田
氏

の
子
孫
た
ち
は
将
監
の
事
蹟
を
し
の

ん
で
、
い
つ
の
こ
ろ
か
本
城
の
北
の

ヤ
セ
オ
に
あ
る
墓
地
に
将
監
の
墓
を

建
て
た
。
彿
面
に
は
「
倉
田
将
監
友

綱
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
地
に
倉
ｍ

氏
の
前
に

住
ん
で
い
た
と
『
温
知
集
』
に
記
さ

れ
て
い
る
北
條
丹
後
に

つ
い
て
は
詳
し

い
こ
と
は

わ
か
ら
な

い
が
、
『
伊

那
志
略
』

の
箕
輪

の
墳
墓

の
項
に
「
北
條
丹
後

の
墓
、
北

殿

二
在
リ
。
彿
面

二

題

シ

テ

曰

夕
。
本
考
超
覚
信
士
、
辰

四
月
廿
日
。
温
知
集
以

為
天

正
中
之
人
…
…
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
今

こ
の
墓
は
ヤ
セ
オ
か
ら
さ
ら
に
北
殿
駅

に
近

い
中
井
沢

を
見

お
ろ

す
段

丘
の
上

の
北
條
氏

の
墓

の
中
に
建

て
ら
れ
て
い
る
。

９



第２章 村 の中 世

図2-6　 明治初期の有賀の城跡（『長野県町村誌 』より）

４
　

有
賀
の
城
跡

（
図
２
－

６
）

南
殿

の
、
天

竜
川

と
大

泉
川

に

よ
っ
て
作
ら
れ
た
河

岸
段

丘
上

に

あ
り
、
今

も
南
と
北

に
空
堀

か
お

り
自
然
石

の
石

塁
が

残

っ

て

い

る
。
東

は
天

竜
川

の
河

岸
段

丘
で

急
峻

な
崖
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の

崖
下

は
、
今

は
鱒
池
に
な
っ
て
い

る
が
昔
は
深
い
沼
田
で
あ
っ
た
。

『
町
村
誌
』
に
よ
る
と
「
東
西

二

十
開
、
南
北
三
十
五
開
余
、
今
に

城
壕
巌
垣
囲
壁
の
形
を
遺
す
。
中

古
土
を
墾

て
古
瓦
、
折
刀

を
得

…
…
」
と
あ
る
。
大
手
は
西
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
あ
た
り
の
道
路
に

鍵
の
手
が
多
い
の
は
そ
の
名
残
り
で
あ
ろ
う
か
。
西
に
め
ぐ
ら
さ
れ
た
石
垣
の
上

の
塀
は
、
明
治
初
年
に
火
災
に
罹
っ
た
時
、
消
火
に
不
便
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
取

り
払
わ
れ
て
、
中
東
家
の
所
に
一
部
を
残
す
ば
か
り
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
古
く

か
ら
有
賀
氏
が
居
住
し
、
け
じ
め
小
笠
原
氏
に
属
し
て
い
た
が
武
田
と
の
戦
い
の

後
、
民
間
に
降
っ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
。

５
　
清

水

城

跡

国
道
一
五
三
号
線
か
ら
大
泉
川
右
岸
を
西
へ
約
四
〇
〇
ｍ
ほ
ど
さ
か
の
ば
っ
た

と
こ
ろ
に
、
権
現
と
い
う
地
名
の
と
こ
ろ
が
あ
る
。
城
跡
ら
し
い
証
拠
と
な
る
も

の
は
何
も
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
城
跡
が
ど
こ
で
あ
る
か
を
確
定
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
大
泉
川
が
形
成
し
た
数
ｍ
の
河
岸
段

丘
か
お
り
、
こ

の
段
丘
崖
と
南
側
の
か
れ
た
小
沢
に
は
さ
ま
れ
て
平
地
が
あ
る
。
中
世
の
小
豪
族

が
居
館
を
構
え
た
の
は
こ
の
あ
た
り
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
段
丘
の
下
で
は

豊
富
な
湧
水
を
利
用
し
て
わ
さ
び
が
栽
培
さ
れ

て
お
り
「
清
水
」
と
い
う
地
名

に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
で
あ
る
。『
町
村
誌
』
に
よ
る
と
「
古

清
水
某

之
に
居

住

し
、
木
曽
氏
に
属
す
。
天
文
年
中
武
田
氏
と
戦
い
、
後
民
籍
に
帰
し
、
本
村
南
殿

へ
移
転
し
戸
を
並
べ
て
遠
裔
連
綿
た
り
」
と
い
う
。

６
　
日
戸
氏
館
跡
（
図
２
－
７
）

い
つ
の
こ
ろ
か
ら
旦
戸
氏
が
田
畑
に
居
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
、
資
料
不

足
で
不
明
な
点
が
多
い
。『
南
信
伊
那
史
料
』
に
よ
る
と
、

天
文
年
中
、
地
侍

と
し
て
こ
の
地
に
居
を
構
え
、
箕
輪
福
与
城
主
の
藤
沢
氏
の
旗
下
と
な
っ
て
お

り
、
武
田
氏
の
伊
那
侵
入
の
と
き
、
倉
田
氏
、
清
水
氏
、
高
木
氏
等
と
と
も
に

藤
沢
氏
に
従
っ
て
戦
っ
た
が
敗
れ
て
、
農
民
に
も
ど
り
こ
の
地
に
住
ん
だ
と
い

’つ

Ｏ

館
跡
は
、
半
沢

の
分
流
が
田
畑

の
東
村
地
籍
に
流

れ
て
い
る
が
、

そ
の
分
流

が

国
道

を
横
切

る
あ
た
り
の
南
側

一
帯

と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
館
跡

の
証
拠

と
な
る

よ
う

な
も

の
は
今

は
何
も
残

っ
て
い
な
い
が
、
古
老

の
話
に

よ
る
と
、
館

の
一
角

に
昔

は
尼
寺

が
あ
っ
た
と

い
い
、

そ
の
名
残

り
と
考

え
ら
れ
る
「
阿

弥
陀
仏
」

と

刻

ん
だ
石
塔

が
残

っ
て
い
て
、
今
で

も
旦

戸
姓

を
名

の
る
人
に

よ
っ
て
祭

ら
れ
て

い
る
。

７
　

古
　

城
　

跡
（
図
２
－

８
）

神
子
柴
耕
地

の
北
西

の
段

丘
上

を
高
圧

線
が
横
切

っ
て
い
る
。
そ
の
段

丘
上

の

山
林
中
に

あ
る
高
圧
線

の
鉄
塔

の
あ
た
り
を
古
城

と
呼

ん
で
い
る
。
こ
こ
に

は
現

在
三
角
点
か
お
り
、
標
高

七
一
一
・
一
ｍ

と
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
段

丘
は
、
半

島
形

に
東
に
突

き
出

て
い
る
の
で
、
南
北

の
展
望

も
開
け
、
東

は
高
遠
方
面

ま
で

も
見
通

せ
る
場

所
で
あ
る
。

文
明
年
間
（
一
四
六
九
～
八
七
）
、
箕
輪
義
俊

示

太
郎
）
、
同

義
嶺

（
刑
部
）
と

い
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図2-7　 明治初期の日戸氏館跡（『長野県 町村誌 』より）
20　40 ｍ０

4｀

図2-8　 古　 城　 跡（『長 野県 町村誌』 より）
飯

田

線

う
木
曽
義
仲
の
末
孫
が
こ
こ
に
居
住
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
城

の
遺
構
ら
し
い
も
の
は
何
も
な
い
が
、
こ
の
山
の
下
に
、
城
の
越
（
啓

、

殿
垣
外
、
小
太
郎
と
い
う
地
名
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
城
か
あ
る

い
は
内
城
と
関
係
の
あ
る
見
張
場
所
や
狼
煙
台
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ

な
お
、
こ
の
古
城
の
す
ぐ
西
の
山
林
の
中
に
、
五
輪
塔
と
い
わ
れ
る
石

塔
が
三
基
建
っ
て
お
り
丿
言
い
伝
え
に
よ
る
と
古
城
に
居
住
し
て
い
た
箕

輪
義
建
（
佐
衛
門
）、
義
俊
、
義
嶺
の
墓
で
あ
る
と
い
う
。

８
　
内
　
城
　
跡
（
図
２－
９
）

田
畑
か
ら
南
へ
流
れ
て
い
く
半
沢

示
中
井
沢
）
が
、
東
に
曲
が
っ
て
大

清
水
川
附
近
に
出
る
所
に
あ
る
河
岸
段
丘
の
独
立
し
た
台
地
上
に
あ
る
。

飯
田
線
田
畑
駅
の
南
約
七
〇
〇
ｍ
の
断
崖
の
上
に
あ
っ
て
天
竜
川

の
沖

積
平
地
よ
り
約
二
〇
ｍ
ぐ
ら
い
高
い
所
で
あ
る
。
西
に
は
三
〇
ｍ
ほ
ど
の

幅
の
半
沢
の
谷
、
南
と
東
は
河
岸
段
丘

図2-9　 明治初期内城城跡（『長野県町村誌』より）

（上）と現在の内城跡見取図（下）

の
急
峻
な
崖
に
囲
ま
れ
、
天
竜
川
の
上

流
・
下
流
は
も
と
よ
り
、
遠
く
対
岸
ま

で
見
通
す
こ
と
が
で
き
、
砦
を
構
え
る

の
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
で
あ
る
。

今
で
は
北
に
掘
り
崩
し

た
道

が
あ

り
、
東
西
約
六
〇
ｍ
、
南
北
、
一
〇
〇

ｍ
の
ほ
ぼ
楕
円
形
を
し
て
い
て
、
南
端

に
Ｉ
ｍ
く
ら
い
の
高
さ
の
土

塁
が
あ

輿

そ
の
南
に
二
本
の
空
堀
か
お
る
。

嘉
永
年
間
に
中
村
元
恒
が
地
方
に
伝

わ
っ
て
い
る
話
を
書
き
記
し
た
「
ひ
と

つ
は
な
し
」
に
よ
る
と
、
こ

こ
に
は

夕5
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昔
、
近
藤
氏
が
居
住
し
、
そ
の
後
児
島
氏
が
続
い
た
と
い
わ
れ
る
が
確
か
な
こ
と

は
わ
か
ら
な
い
。

ま
た
、
西
の
山
際
に
は
伊
那
コ

ー騎
の
一
人
と
い
わ
れ
る
高
木
氏
の
館
跡
が
あ

る
。
高
木
氏
は
け
じ
め
は
小
笠
原
氏
に
従
い
、
次
に
箕
輪
の
藤
沢
氏
に
属
し
、
天

正
一
〇
年
に
は
高
遠
の
保
科
氏
に
属
し
た
と
い
う
が
、
こ
れ
ま
た
詳
し
い
こ
と
は

不

明

で

あ

る

。

内
城
の
北
に
櫓
田
と
い
う
所
か
お
る
が
、
文
化
一
一
年
と
安
政
三
年
に
瓶
の
中

に
入

っ
た
古
銭
を
掘
り
出
し
た
。
百

三
十
貫
文
も
あ

っ
た
と

い
う
。
こ
れ
ら
の
古

銭
の
種
類
に
つ
い
て
は
『
伊

那
志
略
』
に
詳
し
く
記
さ
れ
て

い
る
が
、
中
世
に
使

用

さ
れ
た
宋
・
元

・
明
等
、
中
国

か
ら
の
輸
入
鋏
で
ご
氷
楽
通

宝
、
開
元
通
宝
等
、

十
数
種
類

に
も
及

ん
で
い
る
。
こ
れ
か
ら
察
す
る
に
相
当
な
蓄

え
の
あ
る
勢
力
者

が
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
現
在
、

瓶
の
一
つ
は
上
伊

那
郷
土
館

に
あ
犬

古
銭

八

〇

枚

ぼ
ど
が
勢
喜
屋

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

９
　

宮

島
氏
館
跡
（
図
２
－
1
0
）

沢
尻

の
西
北

の
古
屋

敷
と
い
う
所
に
宮
島

氏
の
館

跡
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
古

絵
図
に

は
「
長
者

の
井
」
「
拝
殿
」
「

神
殿
」
「
的
射
場
」

等
も

あ
っ
て
、

こ
の
地

に
宮
島
氏

が
住

ん
で

い
た
の
は
確

か
と
思

わ
れ
る
が
、
館
跡

が
こ
こ
で
あ
る
と
定

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

『
町
村
誌
』
に

よ
る
と
、
文
禄
初
年
（
一
五
九
三

生
で

は
宮
島
氏

が
こ
の
地
に

館
を
構
え
て
、
里
長
と
神
職

を
兼

ね
て
い
た
。
そ
れ
よ
り
ず
っ
と
昔
、
文
応
年
間

二

二
六
〇
ご
ろ
）
、

御
射
山
社
が
再
造
営
さ
れ
た
と
き
、

宮
島
氏

は
そ

の
式

を
執

り
行

な
っ
た
。
羽
広

の
山
王
権
現

の
棟
札
に
「
文
明
五
年
六
月
一
五
日
、
祭
主
宮

島
津
盛
謹
行
」
と
あ
り
、
こ

れ
ら
に
よ

っ
て
推
測
し
て
み

る
と
、
宮
島
氏
は
遠

い

昔
か
ら
御
射
山
社
の
神
職

な
ど
を
し
て
き

た
実
力
者
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る

。

と
こ
ろ
が
文
禄
元

年
（
一
五
九
二
）
に

宮
島
式
部
一
族
が

近
郷
の

土

人
に
襲

わ

れ
て
全
滅
に
近

い
被

害
を
受

け
、

数
人
と
他
国

へ
逃
れ
た
式
部
は
、
や

が
て
姉
の

図2-10　 明治初期宮島氏館跡（『長野

県町村誌』より）

夫

で
あ
る
久
保
の
棚
木
城

主
棚
木
四

郎
の
も
と
に
寄
食

し
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
約

六
〇
年

を
経

た
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
、

再

び
沢
尻
に
も

ど
り
村

を
興
し

た
。
こ

れ
に

は
『
伊

那
史
料
叢

書
』
に

み

ら

れ
る
よ
う
に
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
と
い

う
説

も
あ
る
。
以
来
、
沢
尻

は
明
治
初
年

ま
で
久
保

の
枝
村
で

あ
っ
た
。

1
0
　大
泉
氏
の

館
跡

大
泉

の
南
端
、
大
泉
川

の
河
岸

の
字
田
代
と

い
う
所
に
、
大
泉
上
総

の
館
跡
が

あ
っ
た
。
現
在
館
跡

は
明

ら
か
で
な

い
が
、
地
名

の
田

代
は
田

城
を
意
味
し
て

い

る
の
か
も
知

れ
な
い
。

『
伊
那
温
知
集
』
に
よ

る
と
、
大
泉
上
総
は
福
与
城
の
藤
沢
氏
に
属
し
、
強
弓

の
射
手
で
、
倉
田
将
監
、
木
下

総
蔵
、
藤
沢
織
部
と
と
も
に
藤
沢
四
天

王
の
一
人

で
あ

っ
た
。

天
文

コ

二
年
（
一
五
四
四
）
甲
州

の
武
田
信
玄

が
福
与
城

を
攻

め
た
。

信
玄
は
諏
訪
ま
で
出
馬

し
、

武
田
典
厩

が

大
将

と
な
っ
て

辰

野
衆
を

案
内
と
し

て
、
有
賀
峠
を
越
え
て
福
与
城

に
迫

っ
た
。
藤
沢
頼
親
を
大

将
に
、
近
郷
の
士
百

余
騎
、
雑
兵

と
も
に
千

五
百

人
が
た
で
こ
も
り
防
戦
し
た
。
大

泉
上
総
は
強
弓

の

射
手
で
、
さ
ん
ざ
ん
に

射
た
が
、

衆
寡

敵
せ
ず
っ

い
に
落
城

し
て
し
ま
っ
た
。
そ

の
後
、
大

泉
上
総
は
藤
沢

氏
が
滅

び
る
と
と
も
に
民
間

の
人

と
な
っ
た
と
い
う
。

％
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1
　
座

寵

城

跡

（
図
２
１

‥
川
）

図2-11　 明治初期座寵城跡（『長野県 町村詰』よ り）と座龍城の位置（ 左）

南
箕
輪
村
の
飛
地
の
鏝
南
端
で
、
権
兵
衛
峠
の
登
り
口
の
三
軒
屋
の
南
上
に
あ

、
北
沢
山
の
尾
根
一

二
一
〇
ｍ
の
所
に
あ
る
。『
町
村
誌
』
に
よ
れ
ば
「
東
西

百

十
八
開
、
南
北

二
百
三

十
間
、
面
積

二
千

七
十
坪

余
」
と
あ
る
。
土

地
の
人
は

ザ
ン
ゴ
城

と
も
呼

ん
で
い
る
が
、

山
頂

は
せ
ま
く
こ
れ
は
ど
の
広
さ
は
な
い
。
そ

の
下

に
ク
リ
平

と
呼

ぶ
平

地
か
お
る
が
、
町
村

誌
の
記

述
は
こ
こ
を
指
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

箕
輪
氏
の
築

い
た
城
で
、
天

文
年
間

に
箕
輪
平

蔵
の
代

に
武
田
軍

と
戦
い
一
族

全
滅
し
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
箕
輪

氏
が
武
田

方
と
こ
こ
で
戦
っ
た
と
す
る
こ

と
に
は
疑
問
が
残
る
が
、
天

文
年
中
の
木
曽
義
康
や
、
天
正

一
八
年

二

五
九
〇
）

の
木
曽
義
昌
の
侵
入
の
と
き
、
木

曽
の
軍

勢
と
戦

っ
た
場
所
と
考
え
れ
ば
、
与

地

が
原
に
も
近

く
う
な

ず
け
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

||

ll

||

11　||

lj

||

||

||

jl

¶|

11

||

jl

|に･

||

Ｉ

Ｉ
Ｉ

||

||

！
－

１

１

１li

‾
～

～

－
Ｉ

||
‐
1
1
1
1

ll

－
1
1
1

！
Ｉ

ll

●

●

‾
１
＠
ｅ
ｓ

＠

１

１

４

Ｓ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

１

４

Ｉ

12　田 中 城 跡（『長野県町村誌』より）図2

叩



第2 章 村 の 中世

1
2
　田

中

城

跡

田
中
城
跡

は
、
久
保
、
塩

ノ
井

の
東
方
、
天
竜
川
西
岸

の
水
田
地
帯
に

あ
り
、

行
政
区
域

の
上
で

は
箕
輪
町
三
日
町
地
籍
に
位
置
し
て

い
る
。
太
平
洋
戦
争
後

の

土
地
改
良
事
業
に

よ
り
、
区
画
整
理
が
な

さ
れ
、
と
リ
残

さ
れ
た
南
北
約
一
五
ｍ

東
西
約
二
五
ｍ

の
土
地
に
は
雑
草
が
生

い
繁
り
、
小
丘

の
上
に
石

の
祠
か
お

る
。

古
記
録
に
よ
る
と
、
も
と
は
方
三
〇
〇
ｍ

の
城
域
を
も
ち
、
あ
た
り
に
は
、
外

堀
、
木
戸
口
、
城
安
寺
、
古
町
、
町
田

等
の
地
名
が
残

っ
て

い
た
。
上
伊

那
で
は

例
の
少
な
い
平

城
で
あ
っ
て
、
築
城
当
時
は
周
囲

を
深

い
沼
地
に
囲

ま
れ
、

束
を

天

竜
川

が
流
れ
て
堅
固

な
城

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
が
推
察

さ
れ
る
。

天
文

一
四
年
（
一
五
四
五
）
、

甲
州

の
武
田
信
玄
に
攻

め
ら
れ
た
福
与
城

は
必
死

の
防
戦

に
も
か
か
わ
ら
ず
っ

い
に
武
田

の
軍
門
に
降

り
、
藤
沢
頼
親

は
武
田
に
属

す

る
こ

と
に

な
っ
た
。
そ
の
後
、
武
田

を
離

れ
た
頼
親

は
、
武
田
に
追

わ
れ
た
小

笠
原
長
時

と
諸
国

を
放
浪
し
た
後
、
京
に
上
り
時
の
権
力
者
三
好
長
慶
の
も
と
に

身
を
寄
せ
た
が
、
三
好
氏
が
家
臣
で
あ

る
松
永
久
秀
に
滅
ぼ
さ

れ
る
と
再

び
箕
輪

に
も

ど
り
、
天

竜
川

の
氾
濫
原

に
新
し

い
築
城
法

か
ら
な
る
平
城

を
築
い
た
。
こ

れ
が
田
中
城
で
あ

る
。

天
正

一
〇

年
（
一
五
八
二
）
、
武
田

氏
が
滅
亡
し
、

続
い
て
本
能

寺
の
変

で
織
田

信
長

が
死

ぬ
と
、
頼

親
は
箕
輪

の
旧
領

を
復

し
た
が
、
徳
川

と
通

じ
た
高
遠
城

の

保
科
正
直
等
に
攻

め
ら
れ
、
三

日
三

僕
の
激
戦

の
後
、

つ
い
に
城
に
火

を
か
け
自

決
し

た
と
い
う
。
こ

う
し

て
二
四
〇
年
余

の
歴
史

を
持

つ
箕
輪

の
雄
、
藤
沢
氏

も

田
中
城
落
城
と
と
も
に
、

そ
の
幕

を
閉

じ
た
の
で

あ
る
。

慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
、

飯
田
城
主
小
笠
原
秀
政
は
田
中
城

を
修
理
し
て
陣
屋

と
し
た
が
、
慶
長
一
七
年
（
コ
こ

二
）
、

天
竜
川

の
大
洪
水
の
た
め
、
陣
屋
は
木

下

に
移
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
田

中
城
の
附
近
に
あ

っ
た
三
日
町
も
、
天
竜

川

東
岸
の
現
在
地
に
移

っ
た
と

い
う
。

第
三
節
　
中
世
の
社
会
と
生
活

一
　
集
落
の
位
置
と
大
き
さ

中
世
に
お
け
る
本
村
の
集
落
の
位
置
と
大
き
さ
を
推
察
す
る
こ
と
は
容
易
で
は

な
い
。
本
村
に
は
大
き
な
寺
院
も
神
社
も
な
く
、
中
世
の
遺
構
、
遺
物
も
な
い
か

ら
そ
の
手
が
か
り
が
な
い
。
わ
ず
か
に
発
掘
さ
れ
た
遺
跡
か
ら
は
、
次
の
よ
う
に

片
々
と
し
た
資
料
を
あ
げ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

北
高
根
Ａ
遺
跡
－
－

田
中
世
住
居
跡
二
軒
…
…
　
　
　
図
2
1
1
3

－

②
柱
穴
群
（
中
世
か
不
詳
）

－

㈲
灯
明
且
　
三

－

㈲
甕
の
破
片

－

㈲
古
銭
（
開
元
通
宝
）

高

根

遺

跡
―
－

㈲
大
甕
破
片
、
常
滑
産
、
鎌
倉
時
代

口

⑦
陶
器
片
（
天
目
茶
碗
等
）
古
塑
べ

南
北
朝
時
代紆

誌
上
巻
）

こ
の
う
ち
で
剛
と
閃
か
集
落
と
関
係
深
い
が
、
詳
し
く
は
上
巻
に
記
述
し
た
と

お
り
で
、
図
2
1
1
3の
２
号
住
居
跡
も
４
号
住
居
跡
も
中
世
の
遺
構
と
思
わ
れ
る

が
竪
穴
は
浅
く
柱
穴
は
竪
穴
の
外
記
あ
り
平
地
住
居
と
思
わ
れ
る
。
竪
穴
内
は
踏

み
固
め
ら
れ
て
お
り
、
上
の
床
面
で
生
活
し
た
と
思
わ
れ
る
。
竪
穴
内
に
は
な
ん

の
施
設
も
な
く
、
出
土
遺
物
は
４
号
か
ら
棒
状
の
鉄
製
品
だ
け
で
あ
っ
た
。

１
　
城
館
跡
か
ら
み
た
集
落
の
位
置

中
世
末
に
な
っ
て
、
本
村
関
係
の
城
館
跡
を
み
る
と
、
段
丘
崖
上
に
い
く
つ
か

並
ん
で
い
る
。
中
世
の
、
豪
族
た
ち
は
、
そ
の
本
拠
を
段
丘
崖
上
に
構
え
、
そ
の

近
く
に
小
名
主
や
在
家
（
一
般
在
郷
の
家
）
が
集
落
を
な
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ

る
。
そ
の
位
置
を
み
る
と
図
2
j
1
4の
よ
う
に
、
現
在
の
各
区
に
分
布
し

て

い

昭
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６
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１
　
久

保

区
Ｉ
棚
木
城
　
　
　
５
　
田

畑

区－

且
戸
氏
の
館

２
　
塩
ノ
井
区－

中
込
城
　
　
　
６
　
神
子
柴
区
Ｉ
古
　
城

３
　
北

殿

区－

倉
田
城
　
　
　
７
　
　
　″
　
－

内
　
城

４
　
南

殿

区
－
有
賀
城
　
　
　
８
　
大

泉
区
－
大
泉
城

こ
の
ほ
か
に
田
畑
に
は
清
水
城
（
権
現
）
が
あ
り
、
権
兵
衛
峠
の
麓
に
は
座
龍

城
、
沢
尻
に
は
宮
島
氏
宅
が
あ
っ
た
。
座
龍
城
を
別
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
城
館
跡

は
い
ず
れ
も
段
丘
上
に
あ
り
、
そ
れ
を
中
心
と
し
て
集
落
が
展
開
し
て
い
た
も
の

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。（
図
2
1
1
4）

２
　
太
閤
検
地
か
ら
み
た
集
落
の
大
き
さ

な
お
、
中
世
の
終
わ
り
に
な
っ
て
、
太
閤
検
地
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
石
高
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
、
集
落
の
大
き
さ
を
推
定
し
、
そ
れ
を
円
で
表
す

と
次
の
図
2
1
1
5の
よ
う
に
な
る
。

９

二 水-------- 一二肖二-------･

刀 ／／／／／／／／／／／／／／／／／つ

付 住居跡　　 ？　Ｉ　 Ｅ

図2-13　 中世の 住居跡 （:北高 根Ａ遺跡）

す
で
に
み
て
き
た
城
館
と
こ

の
集
落

の
大
き

さ
に
よ

っ
て
、
大
泉
川
と
帯
無
川

の
吉

扇
状
地

（
西
部
地
帯
）

に
は
、

集
落
は
な

か
っ
た

。

わ

ず

か
に
大
泉
川

沿

い
の
大
泉
村
、
鳥
谷
川

沿
い

の
沢
尻
が
あ

る
だ
け
で
あ
る

。
こ

の
広
漠

た
る

台
地
上
で
は
水
が
求

め
ら

れ
な

い
の
で
ノ

未
開

の
林
野
で
あ

っ
た
と
思

わ
れ
る

。
集
落
は
す

べ

て
天
竜
川
、
大
泉
川
、
鳥
谷
川

の
段
丘
沿

い
に

発
達
し
、
ま

た
経
ヶ
岳
山
麓
沿

い
に
展
開

す
る

だ
け
で

あ
っ
た
。

こ

の
図
に
み

る
よ

う
な
集
落

の
状
況

は
。
古

代

か
ら
中
世
に

か
け

て
長

い
間
に
、
こ

の
よ
う

に
展
開
し

た
と
み

る
こ
と
が
で
き

る
。

以
上
、

た
び
た
び
本
村
関
係

の
資
料

の
乏
し

い
こ
と
を
か
こ
っ
て
き
た
が
、
中

世
の
資
料

の
乏
し
い
こ
と
は
、
中

世
の
価
値
の

乏
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

中

世
と
い
う
時
代

は
、

古
い
王

朝
（
貴
族
支
配
）

の
秩

序
や

生
活
の

型
が
く
ず

れ
て
し
ま
い
、

さ
ら
ば
と
い
っ
て

新

し
い
秩
序
（
武
士
支
配
）

の
型

は
未
だ
形
に

な
っ
て
い
な
い
初
期
（
鎌
倉
時
代
）

か
ら
、

そ
れ
が
し
だ

い
に
、

確
固
と
し
た
中

世
独
特
の
力
強

い

文
化

の

様

式
を
つ
く
り
あ
げ
た

時
代
で
あ
る
と

い
わ
れ
て

い

る
。さ

ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
中
世
と

い
う
時
代
に
形

成
さ
れ
た
文
化
の
様
式

は
、
伝
統
と
な

っ
て
今
日
も
生
き

つ
づ
け
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
衣
食
住

の
こ
と

か
ら
年
中
行
事
、
信
仰
的

生
活
に

い
た
る
こ
と
ま
で
、
中
世
は
今
日

の
伝
統
と
な

っ

て
生
き
っ
づ
け
て

い
る
。

こ

う
し
た
い
み

で
、

こ
こ
で
は
乏
し
い
資
料
に

も
か
か
わ
ら
ず
一
般
史

の
流

れ

卯



第２章 村 の中 世

の
な

か
に
本
村
地
域

の
農
民

の
生
活
を

か
い
ま
み
よ

う
と

す
る
の
で

あ
る
。

二
　

農
民

（
荘
民
）

の

負
担

当
地
域
の
長
民
の
負
担
は
知
る
よ
し
も
な

い
が
、
次
に
の
べ
る
他
地
域
と
大
同

南箕輪の城館跡の図図2-14

小
異
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
荘
園
領
主
の

取
り
分
け
、
年
貢
、
公
事
、
夫
役
に
一
括
さ

れ
る
が
こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
前
代

の
租
、

調
、
庸
に
比
せ
ら
れ
る
。

Ｈ
　
年
　
　
　
貢

水
ｍ

に
つ
い
て
は
、
米
が
徴
収

さ
れ
た

が
、
畑
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
麦
、
蕎
麦
、

大
豆
、
桑
等
が
徴
収
さ
れ
た
。
そ

の
比
率

は
、
従
来
、
三
斗
代
た
っ
た
も
の
が
し
だ
い

に
六
斗
代
に
至
る
も
の
が
多
く
な
っ
て
い
っ

た
。当

時
の
水
田
の
実
収
高
を
直
接
知
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
当
時
最
も
良
質
の
地
を
占

め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
佃
を
も
っ
て
上
田

の
実
収
高
と
考
え
れ
ば
、
反
当
一
石
五
斗
～

一
石
七
斗
と
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
三

斗
～
六
斗
と
い
う
反
当
年
貢
は
三
分
の
一
内

外
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
年
貢
は
こ
の
よ

う
に
比
較
的
少
な
か
っ
た
が
、
こ
の
ぼ
か
に

種
々
の
付
加
米
が
一
斗
～
二
斗
加
徴

さ
れ

た
。
（
平
安
末
期
）

鎌
倉
期
に
な
る
と
年
貢
の
一
般
的
考
察
は

困
難
に
な
る
が
、
そ
れ
は
、
個
々
の
事
情
が
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ

た
。
課
税
率
は
い
く
っ
か
の
段
階
に
わ
か
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
、
二
斗
～
一
石

と
、
そ
の
幅
が
広
く
な
っ
て
い
る
。
総
じ
て
い
え
ば
収
穫
高
の
三
分
の
一
前
後
で

あ
っ
た
本
年
貢
が
、
だ
ん
だ
ん
二
分
の
一
く
ら
い
に
ま
で
増
加
し
て
き
た
と
い
わ

7 卯
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|○ ○．　石高

△ ” 江戸時代の新ｍ村　

ｊ

△　　　太平洋戦争後の開拓村
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図2-15　 中 世 末 期 の 集 落 の 大 き さ（ 慶長 六 年 検 地 帳 の村 高 ）

れ
て

い
る
。

≒
　

公

事
－

年
貢
以
外

の
雑
税

公
事
の
内
容
は
、
荘
ご
と
に
種
類
を
異

に
し
、
恒
常
的
な
も
の
、
臨
時
的
な
も

の
か
お
り
、
そ
の
負
担
程
度
は
知
り
難
い
。
種
類
と
し
て
は
、
藁
、
糠
、
蓮
の
よ

う
な
耕
作
地
か
ら
の
副

産
物
と
、
山
林
か
ら
の
漆
、
桑
、
栗

、
柿

、
麻
、
椎
等
が

あ
る
。
さ
ら
に
手
工
業

的
な
加
工

品
で
あ
る
、
苧
、
綿
、
糸
、
布
、
絹
、
炭
等
が

あ
る
。
鎌
倉
時
代
に
は
こ
れ
ら
は
現
物
納
で
あ
っ
た
が
、
室
町
時
代
に
入
る
と
代

銭
納
が
し
だ
い
に
多
く
な
っ
て
い
っ
た
。

尚
　
夫
　
　
　
役

夫

役

の
種

類

、

内

容

も

荘

園

に

よ

っ

て
異

な

っ

て

い

て
、

一

概

に

は

の

べ
ら

れ

な

い

。
主

な

る
種

類

を

あ

げ

る
と

次

の
よ

う
で

あ

っ

た

。

倒
　

田
地

の
耕
作
労
務
。
佃

の
耕
作

は
農
民
に
課
さ
れ
た
。
こ

の
領
主

の
佃

の
外
に
、
地

頭
や
名
主
等

の
自
営
地
も
農
民

の
賦
役
に
よ

っ
て
耕
作
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
農
民

は

僅
少

の
耕
地

を
自
営
し

そ
れ
に
対
す

る
重

い
年
貢
を
払

い
な
が
ら
、
こ

の
佃
耕
作
等

の

労
務
提
供

を
し
た
。

○
　

警
備
、
交
通

の
労
務

。
荘
園
か
ら
兵
士
を
徴
発
し
て
、
領
主

の
所
在
地
へ
行

っ
て
門

や
兪

の
警
備
に
あ

た
ら
せ
た

。
ま
た
彼
等

は
領
主

の
物
資

の
運
搬

の
事
（
年
貢

の
運
搬

等
）

に
も
従

わ
せ
ら
れ
た
。

㈲
　

土
木
工
事

。
堰
堤
、
溜
池
等
水
田
農
業

の
基
本
で
あ
る
こ
れ
ら

の
築
造
、
修
理
に
は

当
然
農
民
の
労
力
が
使
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
ほ
か
種
々
の
雑
役
も
あ
っ
た
。

夫
役

の
賦
課
量
に

つ
い
て
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
荘
民

の
上
層
に
あ
る

い
く

つ
か
の
各
階
層

か
ら
夫
役
が
課
せ
ら

れ
る
の
で
、
そ

の
苦
痛
に
耐
え

か
ね
て
逃
亡

す
る
も
の
も
あ
っ
た
。

領
主
－

荘
民

の
関
係
に

お
け

る
年
貢
、
公
事
、
夫
役
は
以
上

の
よ
う
で
あ

っ
た

が
、
荘
民
内
部
に
も
名
主
、
作
大
、
下

作
人

の
階
層
が
発
生
し
、
名
主
に
対
し
て

加
地
子
（
片
子
と
も
い
う
）
を
支
払

う
の
が
実
際

の
耕
作
者
（
作
人
）

で

あ

っ
た
。

こ

の
加
地
子
と
年
貢
と

の
量

を
比
較

す
る
と
、

加
地
子

の
方

が
多

く

な

っ
て

い

た
。
作
人

の
下

の
下
作
大

は
、
作
大
に
作
職
分
（
加
徳
分
）
を
加
地
子
よ
り
も
多
く

と
ら
れ
た
の
で
、
下
作
人

の
負
担

は
ま
す
ま
す
多

く
な
り
、
そ

の
得
分
は
そ

れ
だ

け
減
少
し

た
。
実
際

の
耕
作
者
で

あ
る
下
作
大

は
、
本
所
年
貢
、
名
主
得
分
、
作

職
得
分

を
合

す
る
時

は
、
三
〇
〇
歩

の
反
当
に
す

れ
ば
九
斗
八
升
～
一
石
三
斗
三

升

と
な
り
、
文
禄

の
制

工

田
一
石
五
斗
）
と
し
て
も
、
下
作
大
は
収
穫

の
八
割
～
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九
割

を
徴
収

さ
れ
た
こ
と
に

な
る
。
秀
吉

の
太
閤
検
地
が
三
分

の
二

の
税
率
で
、
な

お
負
担
軽
減
で

あ
り
得

だ
の
は
、
こ

の
中
世
現
実
耕
作
者

の
重
負
担

の
中

で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

以
上

の
よ
う
に
二

重
三
重

の
夫
役

と
年
貢
に

お
い
つ
め
ら
れ
た
下
層

の
農
民

の

く
ら
し

は
、
何
世
紀
も
前

の
時
代
と

さ
ほ
ど
変

わ
ら
な
い
ま
ま
で

あ
っ
た
。
年
貢

を
納

め
ら
れ
ず
に
、
土
地

を
捨

て
て
逃
げ

る
者

も
多

く
、
都
市
に
流

れ

こ

ん

で

非
人
、
乞
食
と
な

る
も

の
も
多

か
っ
た
。
一
方
で

は
こ

の
時
代

は
農
業

生
産
が
増

加
し

た
と

い
わ
れ
て

い
る
が
、
飢
饉

が
お
こ

れ
ば
そ

の
被
害

は
下
層
農
民
に

一
番

強
く
及

ん
だ
。
幕
府

の
所
在
地
鎌
倉
で

さ
え
、
や
せ
細

っ
て
歩
行
も

で
き
な
い
人

々
飢
え
に
苦
し
む
人
が
群
が

っ
て

い
た
。
そ

の
悲
惨
な
状
態

は
『
餓
鬼
草
紙
』
に

み
る
よ
う
で
、
人
買

い
商
人
さ
え
横
行
し

た
と

い
わ
れ
て
い
る
。

三
　

物

資

の

流
通

と
銭

貨

】
」
　
流
　
　
　

通

物
資
が
ど
の
よ
う
に
動

い
た
か
、
そ
れ
を
知
る
資
料
も
な

い
が
、
物
資

の
交
換

と
か
売
買
が
行
な
わ
れ
た
場
所
を
「
市
」
と

い
っ
た
。
近
辺

の
市
に
関
す

る
地
名

を
拾

っ
て
み
る
と
、
伊

那
市
に
は
古
町
・
市
坂
が
あ

宍

箕
輪
町
に
は
三
日
町
が

あ
る
。
大
泉
に
も
市
場
と

い
う
小
字
が
あ
る
。

物
資
の
流
通
に
よ
っ
て
し
だ
い
に
物
に
代

わ
っ
て
銭
貨
（
ぜ
に
）
が
使

わ

れ

る

よ
う
に
な
っ
た
。
村
内
の
神
子
柴

か
ら
は
大
量
の
古
銭
が
出
土
し
て

い
る
。
当
時

は
戦
国
動

乱
の
世
の
中

で
あ
っ
た
の
で
土
中
に
埋
め
て
そ
の
安
全
を
期
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
所
蔵
し
た
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
使
用

し
た
例
と
し
て

は
、
諏
訪
上
社

に
納
め
た
記

録
が
『
諏
訪
御
符
社
の
古
書
』
に
の

っ
て

い
る
。
こ

の
書
け
文
安
三
年
（
一
四
四
六
）
か
ら
四
四
年
間
の
記

録
で
あ
る
が
、
す

で

に

康

正

三
年

（
一
四
五
言

に
「

箕
輪
藤
沢
遠
江

守
御
符
の
社
一
貫
八
百

匁
、

頭

役

二

十
貫

文
」
と
あ
る
。
こ
の
年
の
花
会
に
二
一
貫
八
〇
〇

匁
の
祭
費
を
課
せ
ら
れ
た

の
で

あ

る

。

ま

た

「
諏

訪

祭

再

興

次

第

」

の
永

禄

八
年

（
一
五
六
五
）
に

は
、

武

田

信

玄

が

次

の
よ

う

な

下

知

状

を

た
し

た

こ
と

が

記

さ

れ
て

い

る

。

塩
野
井

の
春
冬
湛
神
事
に
お

い
て

七
貫
五
百
文
を
免
ず
、
此

の
内
壱
貫
弐
百
文

は
塩
之
井

に

あ
り

六
貫
三
百
文

は
高
遠
料
所
に
候
…
…

こ

れ

は
塩

ノ

井

の
こ

の
年

の
湛

神

事

の
祭

費

と

し

て

六
貫

三

〇

〇

文

を

高

遠

料

か
ら

還

付

さ

せ

た

か
ら

、

塩

ノ

井

の

一
貫

二

〇

〇

文

と

合

わ
せ

て

七
貫

五

〇

〇

文

で

こ

の
祭

事

を

旧

規

の
よ

う

に

執

行

せ

よ

と

い
う

下

知

状

で

銭

貨

で

示

さ

れ

て

い

】】一
　
銭
　
　
　

貨

神

子

柴

耕

地

に

内

城

か

お

り

、

古

城

跡

で

そ

の
昔

近

藤

氏

が
住

し

て

い

た

。
付

近

の
土

中

か
ら

古

城

具

が

出

て

く

る
こ

と

が

あ

っ

た

。
耕

地

の
北

の
方

の
櫓

田

と

い
う

地

か
ら

、

た

く
さ

ん

の
古

銭

が

、

江

戸

時

代

に

二

度

も

出

て

き

た

。

北

の
方
二
町
余
櫓
田
と
呼
ぶ
地
お
り
。
文
政
年
間
此

の
地
に
て
古
銭
一
瓶
を
得
た
り
。

安
政
三
丙
辰
年
三
月
十
日
亦
一
瓶
を
得
、
其

の
員
数
百
三
拾
貫
文
余
、
尽
く
皆
往
昔

の
銭

な
り
。

（
長
野
県
町
村
誌
）

文

政

年

間

（
一
八
一
八
上

二
〇
）
に

一

瓶

出

た

と

あ

る

が

『
伊

那

志

略

』

に

は
文

化

一

一

年

（
一
八
一
四
）
と

な

っ
て

い
て

、

詳

し

く

古

銭

を

列

挙

し

て

い

る

。

安

政

三

年

（
一
八
垂
（

）

の

と

き

出

て

き

た

古

銭

は

そ

の

一

部

が

い

ま

も

神

子
柴

区

の
勢

喜

屋

に

大

切

に

保

存

さ

れ

て

い
る

。
（
上
伊

那
教
育
会
に
瓶
一
個

と
古

銭
）

二

度

も
出

た

こ

と

、

し

か

も

一

三

〇

貫

と

い
う
大

量

に

出

た

こ

と

は

一
驚

に

価

す

る

。

古

銭

の
永

楽

通

宝

は

一
個

が

一

匁

で
、

一
〇

〇

〇

個

が

一
貫

で

あ

る

か

ら

一

三

〇

貫

の
古

銭

は

重

さ

一

三
〇

貫

、

コ

二
万

個

で

あ

る

。
勢

喜

屋

所

蔵

の

こ

の

古

銭

は

ほ

と

ん

ど
中

国

銭

で
、

朝

鮮

銭

が

一
個

だ

け

あ

り
、

日
本

銭

は

一
個

も

な

い
。

そ

れ

を

分
類

す

る

と

次

の

よ

う
に

な

る

。
大

泉

の
北

高
根

Ａ

遺

跡

か

ら

も
、

唐

銭

の

開
元

通

宝

が

一

個

出

土

し

て

い

る

。
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図2-16　古銭とそのかめ

表2-8　神子柴櫓田出土古銭

出土工

古　　 銭　　 名
文化11

(1814)
文政3
(1820)

古　　 銭　　 名 文化11 文政３

唐　 銭

μ

//

宋　 銭

//

//

//

μ

μ

//

//

μ

μ

//

//

//

μ

μ

//

μ

μ

//

//

μ

開　元　通　宝

唐　国　　//

乾　元　重　宝

太　平　通　宝

淳　化　元　宝

至 道　//

試　平　　 μ

景　徳　　 μ

祥　符　　//

祥 符 通 宝

天 禧　 μ

天　聖　元　宝

明　道　　//

景　祐　　//

治　平　　 μ

煕　寧　　//

元 宝 通 宝

紹　聖　元　宝

元 符 通 宝

大　観　　//

政　和　　//

宣　和　　//

皇　 宋　　 μ

μ　　　元　宝

○

○

○
Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

１

１

１

１

１

３

２

２

２

２

２

１

１

１

２

３

６

２

１

１

３

３

５

１

宋　銭

//

//

南宋銭

μ

μ

//

μ

//

金　 銭

//

明　銭

μ

//

朝　鮮

不　 明

//

//

//

μ

μ

聖　宋　元　宝

口　 宋　　//

宋 元 通 宝

淳　煕　元　宝

紹 煕　 μ

慶 元 通 宝

嘉　定　　//

紹　定　　//

成 淳 元 宝

正　隆　　//

大 定 通 宝

大　 中　　//

洪 武　//

永　楽　　 μ

朝　鮮　　//

嘉 洞　 カ

元　祠　　//

屁　聖　元　宝

至　文　通　宝

治　采　　 μ

元 祐　//

○

○

○

○

○

○

３

１

１

３

１

１

１

１

１

２

１

１

１

１

１

３

２

４

１

２

文化11年は『伊那志略』文政３年は勢 喜屋所蔵
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唐
　
銭
　
　
３

宋
　
銭
　
　
5
0

南
宋
銭
　
　
８

金
　
銭
　
　
３

明
　
銭
　
　
３

朝
鮮
銭
　
　
Ｉ

不
　
明
　
　
1
2

両
度

に
出
土
し

た
古
銭

の
詳
細

を
煩

を
い
と

わ
ず
記
せ

ば
前
表

２
－

８

の
よ
う

で

あ
る
。

次
に
古
銭
に

つ
い
て
若
干

の
説
明

を
記

す
。

唐

の
高
祖

は
武
徳
四
年
（
六
二

こ

に
「
開
元
通
宝
」

を
鋳
造

し
た
が
、

こ
れ
は

唐

一
代

の
間
引
続

き
鋳
造

さ
れ
、
以

後
中
国

だ
け
で

な
く
東

ア
ジ
ア
諸
国

の
銭

の

標
準
に
な

っ
た
。
一
〇
個
で
一
両
で

あ
っ
た
が
古

く
か
ら
銭

は

１
０
０
０
個

ず
つ

縄
に
と

お
し

て
こ

れ
を

Ｉ
貫
二

び
ん
）
と

い
っ
た
。
ま
た
銭

一
個

の
重

さ
が
重
量

単
位

の
「
一
匁
」
と
な
り
、
一
〇
〇
〇
倍
を
重
量

の
一
貫
と

い
う
よ

う
に
な

っ
た

の
も
、
こ

の
開
元
通
宝

か
ら
で
あ

る
と

い
わ
れ
て

い
る

。

「
洪
武
通
宝
」
は
中
国
明
朝

の
初
期
（
一
三
六
八
－

九
八
）
鋳
造

さ
れ
、
我

が
国

へ
も
室
町
末
期
に
相
当
量
移
入
さ

れ
通
貨
と
し
て
使

わ
れ
た
。
の
ち
大
隅
国
加
治

木
で
こ

の
模
鋳
も
行

な
わ
れ
た
と

い
う

。

「
永
楽
通
宝
」
（
永
楽
銭
）
中
国
明
朝
の
永
楽
六
年
（
一
四
○
八
）
か
ら

二

二

年

間
鋳
造
さ

れ
た
銅
銭
で
、
鋳
造
当
初

か
ら
日
本
に
も
大
量
に
移
入
さ

れ
、
縁
起

の

よ

い
「
永
楽
」
と

い
う
銭
文
や
そ

の
造
り

の
精
巧
な
美
し
さ
が
当
時

の
人

の
嗜
好

に

あ
い
、
江
戸
初
期
ま
で
長
く
標
準
的
通
貨

の
一

つ
と
し
て

流

通

し

た
。
し

か

し
、
室
町
末
期

か
ら
さ

か
ん
に
模
鋳
さ

れ
、
し

だ
い
に
粗
悪
に
な
り
、
慶
長
一
三

年
（
一
六
〇
八
）
つ
い
に
流
通

が
禁
止

さ
れ
た
。

以
上
、
若
干
説
明
を
く

わ
え

た
が
、
こ

れ
ほ

ど
た
く
さ
ん
な
古
銭
が
、
し

か
も

多
種
類
に

わ
た

っ
て
発

掘
さ
れ
た
こ
と
は
、
当
時

の
貨
銭
の
流
通
の
複
雑

さ
と
多

様
さ
と
を
も
の
が
た
っ
て

い
る
。
な
お
模
鋳
が
盛
ん
に
行

な
わ
れ
た

と

い

う

の

で
、
さ
き
に
中
国

銭
と

い
っ
た
が
模
鋳
銭
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。

目
　

土
　
　
　

倉

穀
物
や
銭
を
貸
し
て
利

息
を
と
る
法
は
、
奈
良
時
代

に
「
出
挙
」
と
称
し
、
政

府
で
も
ま
た
寺
院
、
貴
族

の
開
で
も
行

な
わ
れ
、
荘
園
が
発

達
し
て
か
ら
は
領
主
の

勧

農
の
仕
事
と
な
り
、
富
豪
も
農
民

に
出
挙
を
行

な
っ
た
。
平

安
末

期
に
な
る
と

銭

を
貸
し
て
高
利

を
と
る
専
門

の
業

者
が
で
て
き
た
。
高
利
貸

の
こ
と
を
「
借
上
」

と
呼

ん
だ
。
高
利
貸

の
方
法

も
巧
妙
に

な
り
、
建
長

七
年
（
一
二
五
五
）
に
は
「
典

物
（
質
）
を
と
っ
て
金

銭
の
融

通
を
な
す
こ
と
は
、

近
年
に
は

じ
ま

る
」

と
御
教

書
に

あ
る
と
い
う
。
業
者

は
質

を
と
っ
た
そ
の
典

物
を
、
火

災
や
盗

難
予
防

の
た

め
、

上

塗
り
の
堅
牢

な
土
倉
に

納
め
て
保
管

し
た
。

こ
の
業
者

を
土
倉

（
土
唇

と
呼

ん
だ
。
高
利
貸

し
は
し
だ
い
に
土
倉

と
よ
ば
れ
る
よ
う
に

な
り
、
鎌
倉
中
期

か
ら
質
屋

の
語

も
み

え
る
が
、
質
屋

が
上
倉

に
か
わ
る
言
葉

と
な
る
の
は
近

世
に

な
っ
て
か
ら
と
さ
れ
て

い
る
。

領

主
に

よ
る
出

挙
に

か
わ
っ
て
、
専
門
業

者
で
あ
る
土
倉

が
、
農
民
に
対
し

て

種
子

、
農
料

の
貸
与

を
行

な
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
土
倉

を
営

む
も
の
に

は
、
名

主
な
ど
資
力

の
あ
る
も
の
が
多

か
っ
た
が
、

な
か
で
も
酒
屋

や
味

噌
屋

で

こ
の
土
倉

を
兼

ね
る
も
の
が
多

か
っ
た
。
つ
い
に
酒
屋

は
土
倉

と
並
ん
で
高
利
貸

の
代
表

と
さ
れ
た
。
寺
院

や
僧

侶
も
土

倉
を
営
む
も
の
が
あ
っ
た
。

し
か
し
応
仁

の
乱
（
一
四
六
七
～
七
七
）
の
前

後
か
ら
、
し

だ
い
に
俗
人

が
そ
の

力

を
示

し
は
し
め
た
。
酒
屋

、
土
倉

は
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
以

来

し

ば

し

ば

起

こ
っ
た
土

一
揆
に
対

し
て
、
町

の
管
領

や
有
力
者

に
巨
額

の
金

を
贈
っ
て
鎮
圧

を
依
頼

し
た
が
、
そ
の
効
果

は
な
か
っ
た
の
で
、
酒
屋

、
土
倉

は
浪
人
を
や
と
い

入

れ
て
土
一
揆
に
対
抗
し
は
し

め
た
。

酒

屋
、
土
倉
は
そ

の
富
を
も

っ
て
、
豪
奢
な
生
活
を
洛
中
洛
外
で
送
っ
た
。
そ
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の
屋
敷
は
大
名
の
邸
宅
に
も
匹
敵
し
た
。
こ
の
よ
う
な
酒
屋
、
土
倉
も
安
土
、
桃

山
時
代
以
後
は
「
問
屋
」
に
経
済
界
の
実
権
を
ゆ
ず
っ
た
が
、
な
お
両
替
屋
に
発

展
し
て
問
屋
を
支
配
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。

四
　

農

業
技

術

の
発

達

Ｈ

濯

漑

用

水

わ
ず
か
ご
了

四
反

の
零
細
耕
作
に
よ

っ
て
、
全
収
穫
物

の
八
～
九
割
に
お
よ

ぶ

貢
租
的

な
負
担

を
負

っ
て
い
る
土
地

は
、
地
域
に
よ

っ
て
差

は
あ
る
が
、
少
な

く

と
も
そ
の
半
分

は
水
ｍ

で

あ
っ
た
。
畑
地
も

あ
っ
た
が
、
水
田

を
主
体
と
し
て
畑

作

を
従

と
す
る
農
業

が
領
主

の
利
益

の
対
象
で

あ
っ
た
。
奈
良
朝
以
来
畑
作
農
業

は
繰

り
返

し
奨
励

さ
れ
、
陸
田

の
利

を
す
す
め
ら
れ
て
き
た
が
、
水
田

の
優
越

を

否

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
濯
漑

の
問
題

を
民
政

の
最
重
要

問
題
た
ら
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

耕
地
の
開
発

は
、

ま
ず
用

水
の
確
保
に
あ
っ
た
。
初
期

の
荘
園
に

お
い
て
は
ま

ず
溜
池
の
築
造
が
盛
ん
で
あ
り
、
空
海
、
行

基
等
の
名
僧
が
こ
れ
ら
の
治
水
濯
漑

事
業
と
共
に
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
治
水
濯

漑
の
手
は
ゆ
る
め
ら
れ
な
か
っ

た
が
、
事
業
遂
行
に
は
相
当
の
財
力
と
労
働
力
を
必
要
と
し
た
の
で
、
中

世
に
な

る
と
そ

れ
は
荘
園
領
主

の
手
に
移
行
し

た
。

濯
漑
は
農
民
に
と

っ
て
不
可

欠
の
要
件
で
あ
っ
た
が
、
年
貢
を
確
保
し
よ
う
と

し

た
領
主

の
最
大

の
関
心
事
で
も
あ

っ
た
。
領
主
は
用

水
の
統
制
に

つ
い
て
は

特

に
留
意
し

て
、
有
能
な
代
官

を
つ
か
ね
し
て
そ

の
管
理
分
配
に

当

た

ら

せ
、
井

司
、
井
奉
行
、
分
水
奉
行
等
と
称
せ
ら

れ
た
。
こ

の
井
司
等
は
用
水
支
給

の
代
償

と
し
て
荘
園

か
ら
井
料

を
と
り

た
て
、
そ

れ
を
給
分
と
し

た
。

し
か
し
、

こ
の
重
要

な
井
司
職
も
、

い
つ
し

か
一
種

の
得
分
と
化
し
、

つ
い
に

譲
与

、
売
買

の
対
象
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
ま
た
一
方
で

は
用
水

の
請
け
負

い
制

も

発

生
し
て
、
実
際
の
用

水
支
配
権

は
そ
の
請
け
負

い
者

で
あ
る
有
力
名

主
（
国
人
）

の
手
に
移

る
こ
と
に
な

っ
た

。
こ
う
し
て
領
主
等
は
用

水
支
配
権

を
失

う
こ
と
に

よ
っ
て
、
荘
園
に
対
す
る
支
配

権
を
も
失
う
結
果

と
な
っ
て
い
っ
た
。

用
水
支
配
権

を
も

っ
た
国
人
た
ち
は
、
そ
の
濯
漑
施
設
の
整
備
を
は
か
っ
た
。

番

水
法

の
採
用

と
か
、
分
水
施
設

の
設
置

な
ど
に

よ
っ
て
、
用

水
利
用

率
が
あ
が

っ

た
。
こ
の
用
水
管
理
権

を
国
人

が
に

ぎ
る
と
下

人
層

の

中

に

は

新
開
地
を
保
有

し
て
作
人
と
な
る
も
の
も
で
て
き
た
。
下
人

は
い
ま
ま
で
領
主
層
々
名
主
に
所
有

さ
れ
、
譲
渡
・
相
続
・
売
買
の
対
象

と
さ
れ
て
い
た
が
、
作
人
と
な

れ
た
こ
と

は

大
き
な
社
会
的
変
化
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
技
術
は
専
ら
先

進
地
で
あ
る
京
都
周

辺
の
こ
と
で

あ
る
。

い
ま

だ
す
べ
て
に
お
く
れ
て

い
た
信
濃
を
け
じ
め
東
国

で
は
広
大

な
未
開

地
が
多

く
、
財
力
も
技
術
も
と
も
な

わ
な

い
の
で
進
歩
は
遅
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

こ
で
は
耕
地
の
拡
張
は
荒
田

の
修
復
と
か
小
規
模
の
山
田

の
開
発

に
む
け
ら
れ
て

い
る
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
こ
う
し
て
濯
漑
を
と
も
な
っ
た
耕
地
の
拡
張

は
、

あ
る

限
界
に
達
し
て

い
た
。
た

だ
、
本
村
大
泉
の
下
井

の
よ
う
に
「
堰
掘
り
割
り
候
儀

は
何
程
以
前
ノ
義

二
候
ヤ
存
ジ
奉
ラ
ズ
候
」
と

い
う
古

い
堰
も
、
そ
の
原
形

は
こ

の
時
代

か
ら
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

ｄ
‥
　
施
設
の

普
及

濯
漑

を
と
も
な
っ
た
耕
地
拡
張
も
、
耕
作
農
民

へ
の
賦
課
率
の
増
加
も
、
侵
略

に
よ
る
領
域

の
拡
張

も
、

一
応
の
限
界
に
達
し

て
い
た
。
そ
こ
で
生
活
水
準

を
維

持
し
な
が
ら
、
生
産
量
を
多

く
す
る
方
法

は
、
集
約
農
業

つ
ま
り
限

ら
れ
た
水
田

に
対
す
る
生
産
技
術

の
改
良
の
ほ
か
に

な

い
。
そ

の

か

ぎ

に

な
る
の
が
、
施
肥

の
重
要
性
と
田

麦
に
よ
る
二
毛
作
の
奨
励

と
で
あ
る
（
し
か
し
、
そ
の
施
肥
の
記
録
は

ほ
と
ん
ど
な
い
）
。

水
田
二
毛
作
は
鎌
倉
時
代

に
は
明
ら
か
に
行

な
わ
れ
て
い
た
。

文
永
の
こ
ろ
（
一
三
（
四
以
後
）
に
は
田

に
米

と
麦

の
二
毛

作
を
行

な
う
の
は
、
諸

国
百

姓
の
な
す
と
こ
ろ
と
さ
れ
て
い
た

。
そ
し
て
地
方

の
領

主
は
さ
っ
そ
く
に

そ

の
麦
に
も
租
を
課
し
た
。
幕
府
は
そ
の
麦
の
租
を
禁
じ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ

加5
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の
後
荘
園

の
年
貢
に

は
夏
麦
、
秋
麦

の
名

が

み

え

る

の

で
、
戦
国
期
に

な
る
と

こ
の
水
ｍ

二
毛
作

は
西

日
本

を
け
じ
め
各
地

で
行

な
わ
れ
た
ら
し
い
。
ま
た
畑

の

年
貢

と
し
て
同

じ
畑

か
ら
麦

と
大
豆

と
か
、
麦

と
蕎
麦

な
ど
が
み

え
る
か
ら
畑

の

二
毛
作
も
行

な
わ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

施
肥
に
関

す
る
史
料

は
少
な

い
と
前
述
し

た
が
、
こ

れ
は
施
肥

が
日
常
化
し

て

い
た
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
る

。
鎌
倉
時
代
の

『
沙
石
集
』

に
は
、
「
ｍ

舎

ノ
習
ナ

レ
バ
、
目

二
入

レ
ン
ト
テ
、
小
法
師
糞
ヲ
馬

二
付
ケ

ル
ヲ
見
テ
…
…
」
と

あ
る
と

い
う

。
こ
の
屎
尿

の
使
用

の
ほ
か
に

、
牛
馬
の
飼
育
が
広
く
行
な

わ
れ
た
当
時
に
あ

っ
て
厩
肥

の
使
用
も
当
然
あ

っ
た
と
思

わ

れ

る
。

ま

た

水
田

に
肥
灰
（
山
野
の

草
木
を
む
し
や
き
に
し
た
も
の
）
を
用

い
た
り
、

草
木
を
刈

敷
と
し
て
用

い
た
り
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
肥
灰
や
刈

敷
か
ら
、
耕
地
に
付
属

の
採
草

地
が
で
き
た
り
、

山
手
と
い
う

使
用
料

を
支
払

わ
せ

て
入
山
を
許
可

し
た
り
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
れ
と
反
対

に
入
山

を
禁

止
し

た
立
野
、
立
山

が
こ

の
時
代

の
各
所
に

つ
く
ら
れ
て
い
る
。
人

会
山
制
度

の
は
じ
ま
り

が
み
え

は
し
め
て
い
る
。

施
肥

の
一
般
化
は
畑
作
に
も
及

ん
だ
。
山
畑

の
粟
、
稗
、
蕎
麦
な

ど
は
、
古

く

か
ら
す
で
に
農
民
の
生
活
を
支
え
て
き
た
。
こ
の
時
代
に
な
る
と
、
年
貢

の
な

か

に
麦
二

見
、
粟
、
蕎
麦
、
胡
麻
な
ど
多
く
の
畑
作
物
が
現

れ
る
よ
う
に
な

っ
た

の

は
、
畑

作
の
増
進
を
示

し
て

い
る
と

い
わ
れ
て

い
る
。

尚
　

農
具
の
普
及

中

世
に

な
っ
て
、
特
に
農
具

の
い
ち
じ
る
し

い
改
良
、
発
明

は
み

ら
れ
な
か
っ

た
。
前
代
以
来
鍬
、
鋤
、
摯
、
鎌

な
ど
は
用

い
ら
れ
、
中
世
に

な
っ
て
は
た
だ
鶴

嘴
、
熊
手
な

ど
が
新
し

く
用

い
ら
れ
た
だ
け
で

あ
っ
た
。
し

か
し
、
中
世

に
は
先

進
地
や
上
層
に

だ
け
あ

っ
た
農
具
が
普
及
し
た

。
特
に
在
地

の
頷
主
や
名
主
地
主

層

だ
け
が
持

っ
て

い
た
長
具
が
一
般
長
民
に
ま
で
普
及
し

た
。
こ

の
様
子
を
『
今

昔
物
語
』
（
平
安
末
期
の
説
話
集
）
に

は
、
「
下

衆
百
姓
ま
で
が
馬
歯
・
黎
・
鎌
・
鋤

・
斧
」

を
持
つ
よ
う
に

な
っ
た
と
記
し

て
い
る
。

特
に
牛
馬
耕
（
黎
）
が
農
民

の

間

に
浸

透
す
る
よ
う
に

な
っ
て
、
中

世
の
長
業

は
そ
の
生
産
力

を
決
定
的
に
上
昇

さ
せ
た
。

こ

れ
ら
の
農
具

の
製
造

は
鍛
冶
、
木
工
等

の
手
工
業
者
に

よ
っ
て
な

さ
れ
た
。

彼

ら
は
荘
園
で
名
田
、
給
田

を
与
え

ら
れ
て
専

ら
領
主
め

農
具
生
産
に
従
事
し

て

い
た
。
と
こ

ろ
が
農
具

の
普
及
に
よ

る
私
有
化
け
農
民

の
経
営

の
自
立
化
を
お
し

す
す

め
て
、
手
工
業
者
を
も
自
立
化
さ
せ
た
。
鎌
倉
時
代
に
は

い
る
と
急
に
各
地

に
製
鉄
跡
（
炉
）
が
数
を
ま
し
、
と
き
に
群

れ
を
な
し
て
出
現

す
る
よ
う
に

な
っ
た
。

神
子
柴

の
「
梨

子
が
窪

」
か
ら
は
金
屑

が
た
く
さ
ん
出
て
、
銅
鉄
の
小
片
細
屑

が
出

た
と
い
う
の
も
、

そ
の
一

つ
か
と
い
わ
れ
、
大
泉
に

は
「
金

鋳
」

と
か
「
金

鋳
道
」

と
い
う
地
名

が
残

り
、
大

泉
の
「
鍛
冶
屋

敷
」
北
殿

の
「
鍛
冶
田
」

の
地

名

も
、

そ
れ
と
関

係
が
あ

っ
た
か
と
思

わ
れ
る
。

こ

の
よ
う
な
農
具

の
普
及
と
土
木
技
術

の
進
歩
に
よ

っ
て
、
耕
地
面
積

は
急
増

し

た
。
日
本

の
耕
地
面
積
は
平
安
中
期

の
一
一
世
紀

か
ら
室
町
中
期

の
一
五
世
紀

ま
で

の
約
五
〇
〇
年
間
に
は
、
ほ
と
ん

ど
増
加
し
な

い
で
、
ほ
ぼ
九
〇
万
町
歩
で

あ

っ
た
の
に
、
室
町
中
期

か
ら
そ
の
末
期
ま
で
の
一
五
〇
年
間
に
二
倍
近
く
に
増

大
し

た
と

い
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
増
加
し
た
時
代

は
戦
国

時
代

で
あ
る
が
、
当
時
残
さ
れ
て

い

た

未

開

地

は
、
大
河
川

の
氾
濫
原

だ
け
で
そ
の
開
発
に
は
高
度
な
土
木
技
術
が
必
要
で
あ
っ

た
。
武
田

信
玄
の
「
信

玄
堤
」
の
よ
う
に
著
名
な
土
木
工

事
が
残
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
河
川

敷
を
広
く
と
っ
て
雁
行
形

に
造
ら
れ
た
不
連

続
の
堤

で
、
洪

水
の
被

害

を
最
小
限
に

く
い
と
め
る
み

ご
と
な
も
の
で
、
現
代
に

な
お
生
き
て
い
る
。
こ

う
し
て
こ

の
こ

ろ
か
ら
氾

濫
原

の
開
発

が
は
じ
ま
っ
た
ら
し

い
。

聯
　

稲
作
の

進
歩

稲

の
品
種

は
次

の
よ
う
で

あ
っ
た
。

平
安
時
代
末
期
　
法
師
子
、
ち
も
と
子
、
袖
の
子
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鎌
倉
時
代
　
　
　
こ
い
ず
み
早
稲
、
し
ょ
う
か
ひ
け

室
町
時
代
　
　
　
ふ
く
し
ろ
稲
、
め
ぐ
ろ
稲

平

安
時
代
末

か
ら
先

進
地
で
は
す
で
に

種
子

の
浸

種
を
行

な
っ
て
播

種
す
る
こ

と
が
行

な
わ
れ
て
い
た
。
中

世
に

な
っ
て
農
具

の
普
及

か
ら
耕
起
に

は
黎
々
鍬

が

用

い
ら
れ
て
き
た
。
田

植
も
す
で
に
行

な
わ
れ
て
直
播

で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。

特
に
地
頭

の
手
作
田

は
荘
民

が
賦
役

に
よ
っ
て
か
り
だ
さ
れ
に
ぎ
や
か
に
行

な
わ

れ
た
。
田

植
え
期
に
は
交
換
労
働
で
あ
る
「
ゆ
い
」
も
行

な
わ
れ
て
い
た
。
中

世

の

い
ち
じ
る
し
い
進
歩
と
し
て
刈

り
稲
を
乾
燥

す
る
の
に
稲
架
が
用

い
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
大
和
地
方
か
ら
諸
国

に
広
が
っ
て

い
っ
た
。
脱
穀
は
臼
に
打
ち
つ
け

る
と

い
う
方
法
が
一
般
化
し
て

い
た
。
永
禄
年
間
（
一
五
五
八
～
七
〇
）
に
は
我
が

国
最
初
の
農
書
『
清
良
記
』
が
現
れ
て
、
生
産
技
術
の
進
展
に
役
立

っ
た
。

五
　

衣

食

住

生
活

】‥
　
衣
　
　
　
料

室
町
時
代
に
な
っ
て
、
日
本
人
の
衣
料
が
大
変
革
を
し
た
。
古
代
か
ら
の
衣
料

の
中
心
は
「
麻
」
で
あ
っ
た
が
、
一
五
世
紀
の
後
半
に
な
っ
て
「
木
綿
」
が
登
場

し
た
の
で
あ
る
。
木
綿
の
大
量
が
朝
鮮
と
の
貿
易
に
よ
っ
て
輸
入
さ
れ
、
コ
（
世

紀
に
は
明
か
ら
も
綿
布
（
唐
木
綿
）
の
輸
入
が
加
わ
っ
た
。

上
層
階
級
か
ら
木
綿
の
着
用
が
は
じ
ま
り
、
同
時
に
綿
の
栽
培

も
は

じ
ま
っ

て
、
「
三
河
木
綿
」
な
ど
の
名
が
通
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
綿
織
物
の
肌
ざ
わ

り
、
保
温
性
、
耐
久
力
、
通
気
性
、
染
色
性
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
日
本
の
風
土
に

最
適
の
衣
料
で
あ
る
。
こ
の
た
め
た
ち
ま
ち
庶
民
も
麻
布
か
ら
綿
布
に
移
ろ
傾
向

に
あ
っ
た
。
当
地
方
は
寒
冷
の
た
め
綿
の
栽
培
に
は
適
し
な
か
っ
た
。

寝
具
は
こ
の
こ
ろ
か
ら
綿
入
れ
の
敷
石
と
ん
や
夜
着
が
着
用
さ
れ
た
と
し
て
い

る
が
、
一
般
農
民
へ
の
普
及
は
ま

だ
ま

だ
で
あ

っ
た
。
農
村
で
は
藁
や
菰
が
寝
具

と
坐
具
を
兼
ね
て

い
る

の
が
、
次

の
時
代
ま
で
の
一
般
で
あ

っ
た
。

≒
　

食
　
　
　

事

日
本
人
の
主
食
は
古
代
以

来
、
米

と
さ
れ
て
い
る
が
、
米

は
税

の

対

象

で

あ

宍

物
価
の
基
準
で
あ

っ
た
の
で
、
生
産
者
で
あ
る
農
民

の
主
食

で

は

な

か
っ

た
。
農
民
の
主
食
は
雑
穀
食
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
中

世
に
な

っ
て
、
前
記

の
よ

う
に
農
業
生
産
の
向
上
が
は
か
ら
れ
、
米

の
収
穫
が
増
加
し

た
の
で
、
米
常
食
の
習

慣
が

か
な
り
下

層
民
ま
で
及
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
。
時
代

の
下

剋
上

の
気
風
に
よ

っ

て
、
上
層
と
下
層

の
食
生
活

の
差

が
ち
ぢ
ま
っ
た
の
で

あ
る
。

米

は
黒
米

ま
た
は
赤
米
と

よ
ば
れ
た
玄
米

と
精
白
米

平

掲
き
米
）

と

に

な

っ

た
。
古
代
以
来

の
調
理
方
法

は
、
蒸

す
方
法
が
中
心
で
こ

れ
は
強
飯
と
呼

ば
れ
て

い
た
。
こ
の
時
代
に

な
っ
て
も
伝
統

を
守

る
公
家

た
ち
は
相
変

わ
ら
ず
こ
の
強
飯

が
普
通
で

あ
っ
た
が
、
庶
民
や
武
士

の
間
で

は
、

い
ま
の
飯
と
同

じ
鵬
鰍
　
（
似
）

が
普
及

し
、

そ
れ
が
や

が
て
日
本
人

の
一
般

の
食
習
慣

と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し

て
強
飯
は
行

事
な
ど
晴
の
食
膳
の
赤
飯
と
し
て
残
っ
た
。

食
事
の
回

数
は
、
古
代

か
ら
朝
夕

の
二
度
食
か

普
通
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
時
代

か
ら
三
度
食
が
ひ
ろ
ま
っ
て
き
た
。
農
民

は
体

力
の
消
耗
が
は
げ
し
い
の
で
も
と

も
と
三
度
食
で
あ
っ
た
が
、
武
士
も
戦
陣
に
あ
っ
て
は
三
度
食

で
あ
っ
た
。
寺
院

で
も
非
時
と

い
う
日
中
の
軽
食
が
あ

っ
た
。
そ
の
上
う
な
こ
と
か
ら
三
度
食
か
一

般
化
し
、
昼
食
を
た
べ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
の
時
代
は
ま
た
南
蛮
の
影
響
も
あ

っ
て
、
ト
ウ

キ
ビ
、

カ
ボ
チ
ャ
な
ど
が
食

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
油
料
理
も
加

わ
っ
た
。
そ
う
し
た
な

か
で
て
ん
ぷ
ら
と

い

う
日
本
独
特

の
油
料
理
も
生

ま
れ
た
。
ま

た
大
根

の
た
く
あ
ん
漬
け

も

は

じ

ま

り
、
梅
干
し

も
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

特
に

こ
の
時
代
に

い
ち
じ
る
し

い
の
は
、
鉄
生
産

の
進
歩
と
窯
業
生
産

の
発
展

で
あ
る
。
大
型

の
壷
や
甕

な
ど
も
で

き
る
よ
う
に

な
り
、
須
恵
器

（
素
焼
）

を
す

て
て
い
っ
せ

い
に
農
民

生
活
に
対
応
し

た
雑
器
専
用

の
生
産
に
移

っ
て
い
っ
た
。

尾
張

の
「
瀬
ド
」
は
中

世
に
お
い
て
唯
一
の
か
つ
最
大

の
施
軸
陶
器

生
産
地

と
な
っ

j 卯
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た
。本

村

の
遺
跡

か
ら
も
、
次

の
よ
う
な
中

世
の
出
土
品
が
あ
る
。
さ
き
に
記
し
た

よ
う
に
、
北
高
根
Ａ
遺
跡

か
ら
は
甕

の
破
片
が
出
土
し
、

高
根
遺
跡
か
ら
は
、
大

甕

の
破
片

（
常
滑
産
、
鎌
倉
時
代
）
や
陶
器
片
（
天
目
茶
碗
等
）
が
出
土
し
そ
れ
は
南

北

朝
時
代

の
古

瀬
戸

産
と
さ
れ
て
い
る
。
須

恵
器
の
素
焼
に
対
し
て

軸

を
用

い

た
瀬
戸

物
は
光
沢
も
よ
く
な
め
ら
か
で
使
い
よ
か
っ
た
の
で
、
急
速
に
普
及
し
て

い
っ
た
。

尚
　

住
　
　
　

居

中
世
の
住
居
は
鎌
倉
時
代
に
は
堅
穴
式
と
平

地
式
と

の
中
間
方
式
で
南
北
朝
時

代
以

降
は
平

地
住
居
と
な
る
。
そ
の
た
め
住
居
跡
の
発
見
は
前
時
代

よ
り
も
困

難

で

、
確
か
な
こ
と
は

わ
か

っ
て

い
な

い
。

こ
の
時
代
に

書
院

造
が
成

立
し
た
こ
と
は
一
般
に

知
ら
れ
て
い
る
。
書
院

と
は

元
来
寺
院

の
僧
侶

の
私
室

の
こ
と
で
、
居
間
と
書
斎

と
接
客
場

を
兼

ね
る
も
の
で

あ
っ
た
。
こ

れ
に

な
ら
っ
て
武
家

の
住
宅
建
築

で
も
一
家

の
主
人

の
書
斎
兼
接
客

揚

が
書
院
と

な
っ
た
の
は
、
中
世

の
後
期
で

あ
っ
た
。
と
こ

ろ
が

コ
（

世
紀

後
半

の
安
土
桃
山
時
代
に
な

る
と
、
武
家

だ
け
で
な

く
庶
民

の
住
宅
に
も
、
こ

の
書
院

造
り
が
流
行
し

は
じ
め
、

つ
い
に
日
本

の
住
宅

の
基
本
と
な

っ
た
。
襖
障
子
に
絵

画

を
描
き
、
欄
間
に
透
し
彫
り

の
彫
刻
を
し

た
の
も
こ

の
こ

ろ
か
ら
で

あ
っ
た
。

し
か
し
、
書
院
造
り
は
豪
農
の
住
宅
で
、
一
般
農
民
は
ま

だ
草
葺
き

の
粗
末
な

家
で
居
間
と

い
っ
て
も
、
土
間
に
籾
殻
や
菰
な
ど
を
敷

い
た
だ
け
で
、
板
の
床
も

な

い
ほ
ど
の
粗
末
な
も
の
で
あ

っ
た
。
古
代
の
住
居
に
は
炉
は
あ

っ
た
が
、
流
れ

の
水
を
使
用

し
て
炊

事
を
す
る
共
同

の
炊

事
場

で
あ
っ
た
の
が
、
井
戸

を
使

う
よ

う
に

な
り
各
戸
に
「

か
ま
ど
」

が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
本
村

の
北

高
根
Ａ

遺

跡
の
住
居

跡
に

つ
い
て
は
第
三

節
の
一
で
の
べ
た
と
お
り
で

あ
る
。

農
家
に
と

っ
て
は
広
い
土
間

は
重
要
な
生
産

の
場
で
縄
な

い
な

ど
蕎
細
工

の
仕

事
場
で

あ
っ
た
。
ま

た
庭
も
庭
園

を
つ
く
る
余
裕
も
な

く
、
庭
で
は
農
作
業
が
専

ら
行
な
わ
れ
た
。

室
内
の
照
明
は
炉
の
あ
か
り
か
ら
、
灯
油
を
と
も
し
た
灯
台
や
る
う
そ
く
を
使

用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
村
で
も
北
高
根
Ａ
遺
跡
か
ら
灯
明
皿
が
三
個
出
土
し

て
い
る
。
小
田
原
提
灯
が
旅
の
必
需
品
と
な
っ
た
の
も
室
町
時
代
で
、
こ
れ
に
よ

っ
て
夜
の
外
出
が
安
全
に
簡
便
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
暖
房
用
に
は
火
鉢
や

俎
燧

が
使

わ
れ
る
よ

う
に
な
ぺ
　

い
ず
れ
も
木
炭

を
熱
源
と
し

た
。

中
世

の
住
居
は
粗
末
な
土
間
（
居
間
）

と
粗
末

な
客
間

（
ざ
し
き
）

で

あ

っ
た

が
、
し

だ
い
に
居
間
と
客
間
に
分

か
れ
、

そ

れ

に

よ

っ
て
日
本
式
の
「
お
座
し

き
」
が
普
及
し
て

い
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
本
村
に
は
ま
だ
そ
れ
ら
し

い
遺
跡

は
発
見
さ
れ
て

い
な

い
。

聯

年

中

行

事

以
上

の
よ
う
に
、
衣

食
住

と
も
に
中

世
に

お
い
て
、
現
代

の
日
本

の
衣
食
住

生

活

の
基
本
が
成

立
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

農
家
暦

を
も
と
に
し

た
年
中
行
事
も
定
着
し

た
。
い
ま
ま
で
公
家
や
武
家

の
間

で
行

な
わ
れ
て
い
た
行
事
と
民
間
で
古

く
か
ら
行

な
わ
れ
て

い
た
農
事
暦
に
よ

る

行
事
と

が
結

び
つ
い
て
、

年
中
行
事
が
き
ま

っ

て

き

た
。

五
節
句
（
正
月
、
三

月
、
五
月
、
七
月
、
九
月
）
が
庶
民

の
行
事

と
な
り
、

神
に
供

え
も
の
を
し
た
り
、
休

養
を
と
る
日
と
な

っ
て
き
た
。

こ

う
し

て
行
事

の
日
に

は
、

特
別
の
衣
服
（
晴
れ

着
）
や
特
別
な
食
事
（
御
馳
走
）
が
用

意
さ
れ
、

村
人

を
あ
げ
て
行

な
う
農
村

の
伝

統
行

事
が
根
づ

い
て

い
っ
た
。

六
　

社

会
風

潮

と

生
活

Ｈ
　

武
　
　
　

士

中
世
と

く
に
鎌
倉
時
代

の
武
士
は
、
地
方
に
土
着
し
、
土
地
を
実
際
に
所
有
し

て
、
農
業
生
産
に
あ
た
る
の
を
原

則
と
し
た
の
で
、
質

実
剛
健
を
旨
と
す
る
兵
農

一
致
の
生
活
を
営
ん
で

い
た
。
謡
曲
『
鉢
の
木

』
の
主
人
公
佐

野
源

左
衛
門
常

世

j昭
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が
、
貧
し

い
土
着
生
活
を
営
み
な
が
ら
、

い
ざ
鎌

倉
と

い
う
一
大

事
に
、
た

だ
ち

に
馬

に
ま
た
が

っ
て
馳
せ
参
じ
た
と

い
う
、
そ
れ
が
武
家

の
手
本
と

さ

れ

て

い

た

。こ
れ
は
理
想
化

さ
れ
た
話
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
北

条
氏
の
滅
亡
の
と
き

諏
訪
氏

の
多

く
が
こ
れ
に
殉

じ
た
と
い
う
こ
と
は
既
に
の
べ
た
と

お

り

現
実

で

あ

っ
た

。

こ
の
と
き
諏
訪
三

郎
盛
高
が
、
幼

少
の
亀
寿

（
北
条
時
行
）

を
背
負

っ
て

兵
火

を
の
が
れ
諏
訪
に
帰

り
、

こ
れ
を
養
育

し
た
。
伊

那
市

富
県

の
「
北

条
屋

敷
」
や

高
遠
町
御
堂

垣
外

の
「
朧

朧
屋

敷
」

は
そ
の
転
々
と
し
た
養
育

の
跡

か
と
い
わ
れ

て

い
る
。
こ

の
北
条
時
行

が
中
先
代

の
乱

の
主
人
公

で
あ
り
、
大
徳
王
寺
城

の
戦

い
の
主
人
公
で
も

あ
る
。

当
時
諏
訪
郡
内
に
あ

っ
た
当
村
地
域
の
農
民
に
、
こ
う
し
た
事
件
は
ど
の
よ
う

に
伝
え
ら
れ
ま
た
農
民
は
ど
ん
な
感
慨
を
も
っ
て
こ
の
事
件
を
う
け
と
め
た
で
あ

ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
御
恩

を
う
け
た
主
人
に
報
い
て
、
奉
公
の
誠
を
尽
く
す
の
を
第
一

と
し
た
武
士
は
、
常
に
武
芸
（
特
に
騎
射
）
を
み
が

い

て

い

た
。
そ
の
騎
射
が
遊

戯

化
さ
れ
た
り
神
事
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
笠
懸
、
流
鏑
馬
、
犬
追
物
な
ど
も
そ
う

し
た
も
の
で
、
当

地
の
御

射
山
神
事
な
ど
で
も
行

な
わ
れ
て
い
た
か
と
い
わ
れ
て

い
る
。
「
春
秋
ノ
ニ
祭
此
ノ
樹
下

二
神
輿
ノ
休

ム
所
ト

ス
ト
、
其

ノ

他

流
鏑
馬
所

神
戸
御

舞
瀬

ア
リ
：
こ
（『
長
野
県
町
村
誌
』）
と
あ
る
。

ｄ
‥
　
農
　
　
　

民

室
町
時
代

（
南
北
町
時
代
を
含
む
）
は
一
四
～
一
五
世
紀
で

あ
る
が
、
こ

の
時
代

の
社
会
風
潮
は
、
「
下

剋
上

」
（
下
が
上
に
剋
っ
）
と
い
わ
れ
て
い
る

。
よ
り
下

位

の

武
士
た
ち
に
よ
る
上
位
権
力
者
へ
の
反

逆
と

い
う
、
道
徳
的
に
は
非
難
め

い
た
こ

と
ば
で
あ
っ
た
が
、

支
配

者
内
部
の
あ
つ
れ
き
だ
け
で
な
く
、

農
民

一
揆

や
農
民

内
部

の
解
放

な
ど
が
、

す
べ
て
の
階

層
の
な
か
で
顕
著

に
な
る
よ
う
に

な
っ
て
、

一
般
に
社
会
風
潮
を
表

わ
す
こ
と
ば
と
な

っ
た
。

先
進
地
で
の
農
民
は
、
は
や
く
も
独
立
自
営
の
傾
向
を
強
め
、
荘
園
の
枠
を
離

れ
た
村
ご
と
の
団

結
庖

局
め
て

い
た
。
こ
の
組
織
を
「
惣
」
と
呼
ん
だ
。
村
掟
を

中

心
と
し
て
連
帯
的
、
共
同

体
的
統
合
の
強
化
に
よ
っ
て
武
家
や
領
家
の
代

官
支

配

を
拒
否

し
た
。
惣

甲
が
一
致
団

結
し
て
守
護

や
国

人
の
き
び
し
い
徴
税
を
認
め

ず
、
か
え
っ
て
地
頭

や
守
護

の
年
貢

請
け
負
い
に
な
ら
っ
て
、
農
民
自
ら
が
請
け

所
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
「
地
下

請
け
」
と
呼

ん
だ
。
こ
の
地
下

請
に
よ
る
た
た
か

い
は
一
四
世
紀
後
半
（
南
北
朝
時
代
）
か
ら
し
だ
い
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
っ
た
。
そ
し

て
惣
の
強
大

な
力
は
、
荘
園
制
に
根
本

的
な
危
機
を
与

え
た
ば
か
り
で
な
く
、
い

よ
い
よ
強
大
に

な
っ
て
い
き
、
土

一
揆
や

一
向

一
揆

と
も
な
宍

幕

府
権
力

と
正

面

衝
突

も
辞
せ

な
い
ま
で
に

な
っ
て
い
っ
た
。

す
で
に
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
に

は
京

都
近
郊

の
農
民

が
、
都
に
乱

入

し

て

高
利
貸
業
者

を
お
そ
い
、
勝

手
に
借
用
証
文

を
や

き
す
て
た
「
土
一
揆
」
も

は
じ

ま
っ
て
い
た
。
こ

の
徳
政
一
揆
と
も
呼

ば
れ
る
一
揆

は
、
奈
良
、
伊
勢

か
ら
「
日

本
国

の
こ
り
な

く
御
徳
政
」
と

い
わ
れ
た
よ
う
に
、
全
国
に

ひ

ろ

が
っ
て

い
っ

た
。し

か
し
、
東
国
に
あ

っ
た
当
地

の
農
民
は
、
こ

の
時
代

の
風
潮
を

ど
の
よ
う
に

う
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
資
料
が
な

い
の
で
は

っ
き
り
し
た
こ
と
は

わ
か
ら
な

い

が
、
全
然
無
縁
で
あ

っ
た
と
も

い
い
き
れ
な

い
。
こ
う
し
た
惣
の
勁
き
と
は
別
に

武
士
化
し
て

い
く
農
民

も
あ

っ
た
。

守
護

の
権
力

が
増
大

し
て
く
る
と
、
荘
園

の
領
家

は
守
護

の
権
力
に
依
存
し
な

け
れ
ば
そ
の
荘
園

を
保
持

す
る
こ
と
も

で
き
な
く
な

っ
た
。
そ
し

て
も

と
も
と
守

護
地
頭

と
称
せ

ら
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
権
限

を
も
ち
対

々
で
あ
っ
た
地
頭

も
、
守
護

の
保
護

が
な
け

れ
ば
土
地

を
保
持
で

き
な
く
な
り
、
武
士
化
し

て
き
た
名
主

は
守

護

の
被
官
（
家
来
）
と

な
り
、
荘
官

さ
え
も
守
護

の
被
官
と
な
り
、
守
護

の

命
令

に
よ

っ
て
軍
役
に
従
う
に
至

っ
た

。
こ
う
し
て
守
護
の
領
国
化
か
す
す
み
、
守
護

扨9
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は
自
ら
大
名
と
称
す
る
ま
で
に
強
大
に
な

っ
た
。

応
仁
の
乱
に
よ

っ
て
、
こ
の
守
護
ら
の
武
力
に
よ
る
荘
園
分
割
併
呑
の
勢
は
頂

点
に
達
し

た
。
彼
ら
は
そ

の
作
人
、
下

作
人

た
ち
を
同

時
に
兵
力
と
し
て
、
そ

の

下

に
有
す

る
武
士
と
化
し
て

い
っ
た
。
そ
し
て
戦
国
時
代
と
も
な

る
と
所

々
に
し

ば
し

ば
争
乱

が
お
こ

っ
た
の
で
、
農
民
（
作
人
、
下
作
人
）
た
ち

は
、
守
護
や
地
頭

の
課
役
に
応

じ
て
出
陣
し
、
し

だ
い
に
武
士
化
し

て
い
っ
た
。
足
軽
と

い
う
の
は

駆
使
、
雑
役

を
行

な
い
戦
陣
で

は
歩
卒
と
な

る
も

の
で

あ
っ
た
。
福
与
城

冲
田
中

城

の
戦

い
に
、
何

々
衆

と
あ
る
衆

の
中
に

は
、

こ
う
し
た
武
士
化
し

た
農
民
甘

あ

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
上

の
べ
た
よ
う
に
中

世
の
農
民

は
、
江
戸
時
代

の
農
民

と
ち
か

っ
て
、

あ
る

い
は
惣

を
く
み
、

あ
る
い
は
武
士

足

軽
）
と
な
っ
て
、
自
由

奔
放

な
ふ

る

ま

い

も
で
き
た
。
そ
の
め
ざ
ま
し
い
活
躍

ぶ
り
は
海
外

で
活
躍

し
た
倭
寇

を
連
想

さ
せ

る
も
の
が
あ
っ
て
、

こ
の
時
代

の
一
つ
の
特
色
と
思

わ
れ
る
。

尚
　

風
　
　
　

俗

こ
の
時
代
か
ら
、

家
父
長
権
が
確
立
し
た
と
さ
れ
、

婿
入

婚
（
母
系
制
）
か
ら

嫁
入
婚
（
父
系
制
）
に
移
行
し

た
と
さ
れ
て
い
る
。

鎌
倉
仏
教
の
誕
生
に
よ
り
、
仏
の
救

い
が
庶
民
の
手
の
届
く
と
こ
ろ
に
き
た
。

庶
民
は
こ

ぞ
っ
て
新
し

い
救

い
に
群
が

っ
た
。
当
村
地
域
に
鎌
倉
仏

教

の

禅

宗

（
宗
洞
宗
）
の
多

い
の
も
、
こ
う
し

た
農
民

の
地
盤
が
あ

っ
た
か
ら

の
こ
と
で

あ
る

と
推
察
で
き

る
。
と

く
に
古
代
仏
教

の
聖
域

は
い
ず
れ
も
厳
し

い
女
人
禁
制
で

あ

っ
た
が
、
鎌
倉
仏
教

の
開
祖

た
ち
は
女
人
往
生
と

か
女
人
成
仏

を
と

い
て
い
る
。

こ
こ
に
も
時
代

の
風
潮

が
あ
っ
た
。

第
四
節
　
交

通

一
　

京
都
へ
の
道

東
山
道
は
前
代
に
造
ら
れ
た
官
道
で
あ
り
、
山
陽
道
の
大
路
に
っ
ぐ
中
路
で
重

要
な
道
路
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
の
べ
た
。
こ
の
東
山
道
は
伊
那
谷
の
天
竜
川

西
岸
を
通
っ
て
い
た
。
美
濃
の
国
か
ら
神
坂
峠
を
こ
え
て
信
濃
の
国
に
入
宍

伊

那
谷
を
北
上
し
て
宮
田
駅
か
ら
深
沢
駅
を
と
お
っ
て
筑
摩
の
覚
志
か
ら
東
北
蝦
夷

地
へ
の
通
路
で
あ
っ
た
。

東
山
道
が
本
村
地
域
の
ど
こ
を
通
過
し
て
い
た
か
は
、
は
っ
き
り
し

て

い
な

い
。
通
過
地
点
ば
か
り
で
な
く
南
の
宮
田
駅
も
北
の
深
沢
駅
も
そ
の
駅
の
所
在
地

が
い
ま
だ
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
大
清
水
川
や
鳥
谷
川
を
ど

こ
で
渡
っ
た
か
、
ま
し
て
大
泉
川
を
ど
こ
で
渡
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
上
段
説
は

吹
上
辺
で
あ
る
と
し
、
中
段
説
は
春
日
街
道
沿
い
と
し
、
下
段
説
は
天
竜
川
右
岸

の
段
丘
下
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
の
ど
こ
か
を
通
っ
た
の
で
あ
る
が
、

重
要
な
官
道
が
伊
那
谷
を
通
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
官
道
は

地
域
住
民
の
生
活
道
路
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
中
央
先
進
地
の
文
化
を
伝
え

る
道
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
官
道
は
、
九
世
紀
末
か
ら
早
く
も
衰
え
は
じ
め

た
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
中
世
に
な
っ
て
は
い
よ
い
よ
衰
退
し
、
果
た
し
て
ど

れ
ほ
ど
官
道
の
面
目
を
保
て
て
い
た
か
疑
問
で
あ
る
。
中
世
は
戦
乱
の
時
代
で
あ

っ
た
の
で
時
に
交
通
杜
絶
も
あ
り
官
道
は
廃
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
人
馬
の
往
来
は

し
げ
く
な
り
、
伊
那
谷
南
北
の
往
来
は
盛
ん
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

室
町
時
代
は
庶
民
層
の
台
頭
が
著
し
い
時
代
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
そ
の
一
つ

に
、
新
し
く
庶
民
の
旅
が
始
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
社
寺
参
詣
な
ど
信
仰
の
旅
は

こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
貴
族
や
武
家
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
庶
民
の
社
会
的
、
経
済

的
成
長
に
と
も
な
い
、
庶
民
に
も
旅
を
す
る
機
会
が
お
と
ず
れ
た
。
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伊

勢
神
宮
は
国
民

の
総
氏
神
で
あ

る
か
ら
一
生
に
一
度
は
参
詣

し

な

け
れ

ば

と
、
伊
勢
参
宮
が
盛

ん
に
な

っ
た
。
そ

の
旅
費
調
達

の
手
段
と
し
て
伊
勢
講
を
結

ん

だ
。
こ

う
し

た
参
宮

の
風

は
天
正
年
間

（
一
五
七
三
～
九
二
）
に

は
ほ
と
ん
ど
全

国
で
行

な
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
大
泉
に

は
江
戸
時
代

か
ら
の
伊
勢
講

が
あ
り

伊
勢
講
田
と

い
う
田

を
も

っ
て
い
た
。
今
で
も

「
伊
勢
講
利
寄
書
上
帳
」

が
毎
年

作

ら
れ
て
い
る
講

も
あ
る
。
こ

れ
ら
も
旅
費

調
達

の
遺
風
で

あ
ろ
う
か
。

こ

の
ほ
か
に
熊
野
詣
、
善
光
寺
詣

な
ど
も
行

な
わ
れ
る
よ

う

に

な

り
西
国
巡

礼
、
板
東
巡
礼
、
秩
父
札
所
巡

り
な
ど
も
行

な
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
れ
ら

の
参
詣
巡
礼

は
、
観
光
的
要
素

は
き
わ
め
て
う
す
く
、

純
粋
に
信
仰
的
性
格

が
強

か
っ
た
。
村

の
あ
ち
こ
ち
に

そ
の
巡
拝

の
塔

が
立
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
も
中

世
か

ら
の
遺
風

で
あ
ろ
う
。

特
に
慶
長

一
四
年

（
一
六
〇
九
）
に
大
泉
村

の
二
二
人

が

大

挙
し
て

尾
張

の

津

島

神
社

に
参
詣
し
て
（
第
五
節
目
）
い
る
の
は
庶
民

が
旅
を
盛
ん
に
し
た

し

る

し

の
一
つ
と

い
え

る
。
（
四
～
五
人
が
普
通
で
、
二
〇
人
以
上
の
団
体
の
な
か
っ
た
時
代
の

こ
と
で
あ
る
）

二
　

鎌

倉

へ

の

道

鎌

倉
に
幕
府
が
で
き
た
た
め
鎌

倉
を
中

心
と
す
る
路
線
が
発

達
し
、
鎌
倉

街
道

と
呼
ば
れ
た
。
地
方
各
地
の
御
家
人
た
ち
が
「
い
ざ
鎌

倉
」
と
い
う
時
に
鎌
倉

を

目
ざ
し
て
駆

け
つ
け
る
道
で
あ
り
、

ま
た
鎌

倉
の
文
化
が
伝
播
す

る

道

で

あ
っ

た
。鎌

倉
時
代

は
信
濃
の
武
将
が
中

央
の
鎌

倉
で
大

い
に
幅
を
き
か
せ
た
時
代

で
あ

っ
た
。
頼
朝
の
こ
ろ
に
は
弓
馬

の
達
人
と
し
て
上

洛
の
随
員
に
選
ば
れ
た
り
、
笠

懸
、
流
鏑
馬

、
犬
追
物
な
ど
の
晴
の
射
手
と
し
て
選
ば
れ
た
の
は
、
福
与
城
主
と

ゆ
か
り
の
深

い
藤
沢
氏
で

あ
っ
た
。

承
久
の

乱

二

二
二

こ

の
後
諏
訪
上
社
の

諏
訪
氏
は
、
。そ
の
軍

功
に
よ
っ
て
北

条
氏
に
重
用

さ
れ
た
。
ま
た
乱
後
北

条
時
政

ヨ
リ

西

中

城
跡

ア

リ

一 一 一 一 一 一
" 〃 〃 〃 〃-

べ

肯

≒々^
心･

三
心;-

-

養 一
ゝ ．

べ

－ 一

本斗

～ と~~

図2-17　 鎌倉城といわ れた福与城跡の図『箕輪記 』鎌倉沢 が記されてい る

の
孫
重
時
は
「
信
濃
守
護
」
と
な
り
、
そ
の
子
孫
は
守
護
職
を
継
承
し
て
、
信
州

と
は
縁
が
深
か
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
関
係
か
ら
み
て
信
州
と
鎌
倉
と
の
往
来
は
相
当
し
げ
く
、
中
央

の
文
化
が
信
州
の
各
地
に
流
れ
こ
ん
だ
。
と
く
に
上
田
市
の
塩
田
地
区
は
「
信
州

の
鎌
倉
」
い
わ
れ
国
宝
や
重
要
文
化
財
が
残
り
当
時
の
学
問
の
府
で
あ
っ
た
。
当

地
区
も
諏
訪
郡
に
属
し
諏
訪
氏
の
配
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
地
区
か
ら

鎌
倉
へ
の
道
も
に
ぎ
わ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
鎌
倉
へ
の
道
は
伝
承
に
も
残
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
近
く
の
山

H7
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寺
白
山
社
の
「
や
き
餅
踊
」
と
い
う
伝
統
祭
事
の
中
に
「
鎌
倉
街
道
佐
持
て
ご
ざ

れ
」
と
い
う
詞
が
残
り
、
『
伊
那
古
道
記
』
や
『
ひ
と
つ
は
な
し
』
に
も
そ

の
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

箕
輪
か
ら
鎌
倉
へ
出
る
に
は
当
然
諏
訪
を
通
る
。
諏
訪
か
ら
甲
州
へ
、
御
坂
峠

を
こ
え
て
箱
根
竹
の
下
で
東
海
道
に
合
し
、
足
柄
山
を
越
え
て
、
鎌
倉
へ
入
る
。

こ
の
経
路
が
鎌
倉
街
道
で
あ
る
。
当
地
区
か
ら
諏
訪
へ
の
道
は
、
高
遠
経
由
の
ほ

か
に
次
の
四
筋
か
お
る
。

１
　
長
岡
新
田
↓
椚
平
↓
後
山
↓
真
志
野
（
真
志
野
峠
）

２
　
平
出
↓
上
野
↓
豊
田
有
賀
（
有
賀
峠
）

３
　
平
出
↓
傘
平
↓
小
坂
（
小
坂
峠
）

４
　
平
出
↓
駒
沢
↓
岡
谷

こ
の
う
ち
で
箕
輪
地
方
か
ら
諏
訪
へ
出
る
に
は
１
、
の
真
志
野
峠
越
え
が
多
く

利
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

ち
な
み
に
、
箕
輪
の
福
与
城
は
別
名
「
鎌
倉
城
」
と
も
い
わ
れ
、
そ
の
下
に
は

「
鎌
倉
沢
」
と
い
う
川
も
あ
る
。（
図
２
－
1
7）

第
五
節
　
中
世
の
文
化

一
　

諏

訪

信

仰

〔［
　

諏
訪
信
仰
圏
内
の
南
箕
輪

諏
訪
神
社
は
上
社
と
下
社
と

が
ら
な

っ
て

い

る
。

諏
訪
社
と

い
う

一
地
方
神

が
、
信
濃
国
一

の
宮
と
し
て
全
県
的
に
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
中
央

神
と
し
て
全
国
的
に
広
く
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

無
格
社
以
上

の
諏
訪
神
社

の
総
数
は
、
長
野
県
内
に

１
０
０
０

余
社
、
全
国
で

は
五
〇
〇
〇
余
社
に
及
ん
で

い
る
。
『
諏
訪
信
仰
史
』
に

よ
る
と
、
そ

の

分
布

は

図
２
－
1
8
の
よ
う
に
新
潟
県
を
筆
頭
に
北
は
北
海
道
か
ら
南
は
九
州
の
鹿
児
島
に

及
ん
で

い
る

。
上
伊
那
郡
で
も
『
上
伊
那
誌
』
に
よ
れ
ば
表
２
－

９

の
よ
う
に
、

上
伊
那

の
神
社

の
祭
神
は
、
ど

の
歴
史
書
に
お

い
て
も

第
一
位
を

占

め
て
い
て
、

約
半
数
（
四
六
％
）
を
占

め
て

い
る
。

諏
訪
明
神

の
由
来
は
、
国
譲
り

の
神
話

の
『
古

事
記
』
（
奈
良
時
代
）
か
ら
は
じ

ま

っ
て
、
『
梁

塵
秘
抄
』

示

安
末
期
）
や

『
諏
訪
明

神
絵
詞
』
（
室
町
時
代
）
『
吾
妻

鏡
』
（
鎌
倉
時
代
）
等

々
に

よ
っ
て
知

る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

現
代
で
も
諏
訪
神
社
に
関
す
る
文
献
は
実
に
多

い
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
中
か

ら
『
諏
訪
史
』
第
二
巻
を
中
心
に
し
て
記
す
こ
と
と
す
る
。

諏
訪
社
は
狩
猟
神
で
あ
り
農
耕
神
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
が
、
時
代
に
よ

っ
て

い
ろ
い
ろ
な
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
た
。

国

家
結
成
の
神
（
古
事
記
）
、
風
雨

神
（
持

統
天
皇
紀
）
、

牧
畜

神

示

安
時
代
官
牧
）
、

軍
神
（
戦
国
時
代
）
、

猪
鹿

災
除
神

兌

禄
時
代
）
養
蚕
守
護
神
（
化
政
時
代
）
な

ど
と

推
移
し
、

太
平

洋
戦
争
中
は

軍
神
、

戦
後
は
も
と

の
農
耕
開
拓
神
と
な
り
さ
ら
に
交
通
安
全
神
と
も
な

っ
て

い
る
。

さ
て
、
当
地
域
に
も
後
述
す
る
よ
う
に
諏
訪
社
が
多

い
。
こ
と
に
当
村
は
区
名

の
由
来
が
ほ
と
ん
ど
諏
訪
明
神
に
よ

っ
て

い
る
ほ
ど
関
係
が
深

い
。
そ

の
理
由
の

召2
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一

つ
と

し

て
、

本

村

を

ふ

く

ん

だ
当

地

域

は

諏
訪

郡

に

属

し

て

い

た

こ
と

が

あ
げ

ら

れ

る

。
昔

の
伊

那

郡

と

諏
訪

郡

の
境

は
、

小
沢

川

で

あ

っ

た
と

さ

れ
、

ま

た
大

田

切

川

で

あ

っ
た

と

さ

え

い

わ

れ

て

い

る

。

諏
訪
郡

の
朧

方
々
相
違

に
付

い
て
往
古

の
模

様
御

尋
ね
候

条
一
々
書

き
付

け
進
上
候
　

伊

那
郡

の
境
は
大
田
切

に
候

。
疑

い
な
き
証
文
神
秘
絵
縁
起

の
内

よ
り
両
巻
罷
り
出

で
候
・：

（
『
神

長

巻

諏

訪

郡

境

覚

書

』
）

∂

○

図2-18　 府県別諏訪神社分布数

(無 格社以上:5031 社　 諏訪大社の教示 による)

『諏訪 信仰史』

(『上 伊 那 誌 』)上 伊那神社 祭神表2-9

諏訪 明神 八 幡 神 伊勢神宮 熊 野 社

神 社 仏 閣 記

伊 那 志 略

長野県町村誌

南信伊那史料

上 伊 那 郡 史

一　 覧　 表

3〔)

55

73

76

73

87

31

50

41

51

55

63

9

15

19

19

27

33

5

12

8

6

11

11

46 ％ 34％ 14 ％ 6％

こ
こ
で

は
大
田
切
川
境
界
説
を
主
張
し
て

い
る
。
大
田
切
川
な
ら
な
お
さ
ら
、

小
沢
川
説
で
あ

っ
て
も
、
本
村
地
域
は
す

っ
ぽ
り
と
諏
訪
郡
内
で
あ
っ
た
。

諏
訪
郡
内
に

あ
っ
た
と

い
う
こ
と
は
、
諏
訪
の
政
治
的
文
化
的
信
仰
的
圏

内
で

あ

っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

諏
訪
氏
（
建
御
名
方
命
を
祖
神
）
系
統
の
人
か
そ
の

関
係
者
に
、
こ

の
地
域

の
開
拓
者
が
支
配

さ

れ
、
こ
の
地
域
の
生
活
文
化
の
主
流

が
諏
訪
系
で
あ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し

た
地
域
で
あ

る
私

た
ち
の
村
に
、
守
護
神
と

し

て

ま

た
開
拓
神
と
し

jＨ
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て
、
建
御
名
方
命
を
ま
つ
る
諏
訪
社
が
い
く
つ
か
建
立
さ
れ
た
の
は
当
然
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
諏
訪
明
神
の
信
仰
の
う
ち
の
い
く
つ
か
が
、
そ
の
ま
ま
、
あ
る
い
は

少
し
形
を
か
え
て
、
例
え
ば
御
射
山
信
仰
と
か
、
湛
神
事
と
か
、
さ
ら
に
鹿
祭
り

な
ど
と
な
っ
て
、
伝
承
さ
れ
て
き
た
。

≒
　

南
箕
輪
の
諏
訪
社

信
濃

の
国
一

の
宮
と
呼
ば
れ
た
諏
訪
神
社
と
祭
神
を
同
じ
く
す
る
神
社
は
、
本

村
に
は
次

の
表
２
－
1
0
の
よ
う
に
七
社
も
あ
る
。
こ

の
表

の
う
ち
後

の
三
社
、
す

な

わ
ち
沢
尻
（
西
天
）
、
大
芝
、
北
原

の
神
社
は
戦
後
昭
和
二
〇
年
代
の
も
の
で
、

開
拓
地
の
人
々
が
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
開
拓
神
と
し
て
の
諏
訪
明
神
を
お
迎

え
し
た
も
の
で
あ
る
。
戦
中
に
は
満
州
開
拓
団
の
人

々
も
、
多
く
諏
訪
明
神
を
迎

え
た
と

い
う
が
、
本
村
の
開
拓
団
に
も
こ
う
し
て
、
開
拓
神
と
し
て
諏
訪
明
神
が

迎
え
ら
れ
た
。

け
じ
め
の
大
泉
、
田

畑
、
北
殿
、
神
子
紫

の
四
社
は
、

い
つ
ご
ろ
創
建
さ
れ
た

も
の
か
、
「

そ
の
草

創
を
知

ら
ず
」

府

村
誌
）
と
記
さ
れ
て

い
る
よ

う

に
、
は

っ

き
り
し
た
こ
と
は

わ
か
ら
な

い
。
そ
れ
ほ
ど
古
く
か
ら
あ

っ
た
も
の
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
村
の
草
創
と
と
も
に
で
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
江
戸
時
代
以

前
中
世

に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
草
創
の
こ
ろ
の
住
民

は
、
生
活
の
す
べ
て
の
面

の
安
泰
を
こ
の
諏
訪
神
社

に
期
待
し
祈
願

を
し
て
こ
の
神
社

を
建

て
た
。
『
諏
訪
大
明
神
絵
詞
』

は
中

世

に

で
き
た
記

録
で
あ
る
が
、

こ
れ

に

よ

る

と
、
諏
訪
大
明
神
は
農
耕
を
主
体
と
し

て
、

狩
猟
も
漁
労
も
地
の
鎮
め
な
ど
も
し
、

一
年
に
七
五
度
も
の

祭

事

が

あ
っ

て
、
天
地

の
神
に
い
の
る
こ
と
を
記

し
て
い
る
。

こ
う
し
た
神
の
力

を
あ
が
め
、
ま
た
守
護

さ
れ
る
こ
と
を
念
願

し
て
、
当
地
域

に

は
諏
訪
社

が
こ
の
よ
う
に
多

く
た
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

表
２
ｊ
1
0
　
南
箕
輪
に
お
け

る
諏
訪
神
社

北 大 沢 神 北 田 大

子

原 芝 尻 柴 殿 畑 泉

地

区

諏 大 諏 御 里 田 大

訪 芝 。 射 宮 畑 和

字中 神 訪 肯 神 神 皐

社 社 社 祠 社 社 社

跡

神

社

名

八 建 建 建 建 建 建
坂 御 御 御 御 御 御
刀 名 名 名 名 名 名

売 方 方 方 方 方 方
命 富 命 命 命 命 命

命　　 ｀　` － －
＿　　　八 八　も　も
ほ　 坂 坂 と と

か　
刀 刀 諏 諏

四　 売 売 訪 訪

神　 命 命 社 大
－　　　 ｀ ‾ 明

豊 は 神

受 か 社
大　　 ‾
神　　 ほ

か

祭

神

こ

の
村
に

つ
い
て

の
中
世

の
記
録
は
ま
こ
と
に
乏
し

い
。
し

か
も
、
そ

の
乏
し

い
記
録

の
大
部
分
は
、

諏
訪
神
社
（
上
社
）
関
係

の
も

の
で
、

表
２
－

忖
］
の
よ
う

に
各
村
に
及

ん
で

い
る
。

表
2
1
1
1
　本村
と
諏
訪
神
社
の
関
係

神　田　沢　大　塩　殿　久
子　　　　　　　 ノ
柴　畑　尻　泉　井　村　保

‾`二ぶ　¬　¬ ¬　¬ ¬

捗
聾 沢　大於　殿 く

禦 訪 尻　 泉塩 七村 ぼ
Wt でW 郷合之 野 斗之こ

宣
災 合三郷井 か分 貫

荒 行 享]回で　万年昌] もご

の 四 十　湛 七　゜
JA 匹　 づ

十　 天 天 永 大 文
年　 正 正 禄 永 明
に　　六　六　八　四　二

一　　 年　年　年　年　年
度　　－　－　－　－　 ⌒

Ξ　Ξ　Ξ　Ξ　 匹
艶　艶　亮　言　占一 一 一 一 一

伝　　 上 諏 御 伊
承　　 諏 訪 造 那

同 訪 上 宮 廻
大　下　日　洪
宮　社　記　日
前　再　写　記
宮　皿　　　

－
右 造 茨　　 芳

宮　第　　　島
帳　　　ﾐE

ど

こ
の
詳
し
い
こ
と
は
後
述
す
る
が
、
こ
の
表
で
み
る
と
、
南
箕
輪
村
の
古
村
の

ほ
と
ん
ど
全
部
が
、
諏
訪
の
上
社
関
係
の
造
営
と
か
神
事
に
関
係
し
て
い
る
。
北

か
ら
久
保
、
塩
ノ
井
、
殿
村
、
田
畑
、

神
子
柴
の
各
村
々
、

さ
ら
に
上
段
の
沢

尻
、
大
泉
ま
で
の
村
々
で
あ
る
。

久
保
、
塩

ノ
井
に

は
上
社

の
大

き
な
祭

事
で
あ
る
廻
湛

が
行

な
わ
れ
て
い
た
し
、

沢
尻
、
殿
村
、
大
泉
で
は
上
社
関
係

の
造
宮
に

か
か
わ
る
応
分

の
負
担
を
し
て

い

j召



第５節　中世 の文化

る
。
さ
ら
に
田
畑
、
神
子
柴
で
は
、
諏
訪
中
州
の
福
島
村
の
枝
郷
と
し
て
上
社
の

御
頭
祭
に
参
加
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
記
録
は
事
実
と
し
て
、
私
た
ち
の
村
全
域
が
、
中
世
に
お
い
て
、
諏

訪
神
社
と
深
い
関
係
を
も
ち
、
諏
訪
の
文
化
圏
に
属
し
て
い
た
こ
と
を
も
の
が
た

っ
て
い
る
。

尚
　
地
名
の
由
来

南
箕
輪
村
か
ら
西
箕
輪
地
区
に
か
け
て
の
広
大
な
扇
状
地
一
帯
は
、
昔
は
ど
の

よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
か
。
明
治
初
年
の
「
村
誌
」
に
よ
れ
ば
、
往
古
は
建
御
名

方
命
の
御
狩
り
を
さ
れ
た
地
帯
で
あ
り
、
こ
の
地
域
の
人
々
が
御
射
山
の
社
を
ま

つ
り
、
地
名
や
山
名
に
そ
の
ゆ
か
り
の
名
を
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

健
御
名
方
富
命
御
狩

の
古
跡

本
国
ノ
地
勢

ク
ル
深
山
幽
谷
常

二
猛
獣
ノ
出

ル
有
ツ
テ
大
害
ヲ
ナ

ス
。
本
村
ノ
民
其
ノ
苦

二
堪

エ
ズ
之
ヲ
健
御
名
方
富
命

二
哀
訴

ス
。
命
親
ラ
本
村
及

ビ
西
箕
輪
村

ノ

山

原

郊
野

ヲ
狩

大

尽

ク
猛
獣
ヲ
駆

大

民

初
メ
テ
其
害
ヲ
免

ル
。
各
万
才
ヲ
謡
イ
御
射
山
社
ヲ
祀

ル
ト
。

命
親
発

ノ
時

徘
徊
シ
給

イ
シ
地
今

猶
現
然

ト
シ
テ
其

名
存

ス
ル
左

ノ
如

シ

殿ﾎ 供（

衛ｶ 奉 ふ

今

久
保
卜
改

ム
命
ヲ
供
奉

シ
奉

ル
地
　

供
奉
ヲ
呼

ビ
テ
久
保

ト
ナ
ス
ナ
リ

今
殿
村

卜
称

ス
命
行
宮
ヲ
占
給

イ
群
臣
殿
衛

シ
奉

ル
地

ナ
リ

今

南
北

ト
ニ
耕
地

ト
ナ
ル

田
　

白ｍ
　
今
田

畑
卜
改

ム
　
命
及

ビ
群
臣

へ
餉
ヲ
献

セ
シ
地
ナ
リ

御

腰

場

さ
わ
　

た
る

沢
　

渡

今
神
子
柴

卜
改
ム
　
則

命
行
宮

ヲ
ナ
セ
シ
地

ナ
リ

今
沢
尻
卜
云

ウ
　

命
猛
獣
ヲ
沢
渡
ル
極

ミ
駆

尽
セ
シ
地
極

ミ
（

則

チ
尻
ナ
ル

ヲ
以
テ
今
ノ
称
ド
ナ
ル
ド
云
ウ

矢
ノ
入
山
、
御
射
山
、
蔵
鹿
山
、
御
射
山
平

ナ
ド
、

命
御
狩
ヲ
ナ

シ
給
イ

シ
地
ナ
リ

（
明

治

九

年

村

誌

）

な

お

、

大

菅
一

矢

狩
屋
）
、

上

戸

（
神
戸
）
、

御

園

（
御
腰
場
、
遊
宴
地
）
も

、

命

の

御

狩

の
行

事

に

関

係

し

た
地

名

と

し

て

い

る

。

ま

た
、

南

殿

の
西

南

に

猪

ノ

子

芝

と

い
う

地

名

の
所

か

お

る

が

、

こ

れ

に

も

、

健

御

名

方

命

が

こ

の
地

に

生

息

し

て

い

た
猪

鹿

の
害

を

除

い
て

く

れ

た
こ

と

に

な

っ

て

い

る

。

猪

ノ
子
芝
本
村
南
殿
耕
地

ノ
西
南
五
町
許

于

ビ
ア
大
泉
耕
地
ノ
東
南
方
交
界
ノ
処

ニ
ア
リ

今
畑
ト

ナ
リ

タ
リ
往
昔
猪
鹿
群
集
常

二
此

ノ
地
ヲ
占

メ
テ
児
ヲ
乳
養

シ
甚
グ
民
害
ヲ

ナ
セ

リ
健
御

名
方
命
之

ヲ
駆

り
攘

キ
タ
リ

ト
云

ウ

（
旧
　

村
誌
）

な

お

ま

た
、

こ

の
地

に

は
大

蛇

も

で

た

ら
し

く
、

中

世

末

の
天

正

年

度

（
一
五

七
ご
了

九
三

に

し

ば

し

ば
出

て

き

て

人

を
悩

ま

し

た

の

で

保
科

正

直

の
家

臣

井

沢

某

が

こ

れ

を
退

治

し

た
、

そ

の
大

蛇

を

う

ず

め

た

と

こ

ろ

が

「
蛇

塚
」

だ

と
し

て

い

る

。

こ

れ

は
大

泉

の
東

南
に

あ

る

蛇

塚

で
、

蛇

抜

洞

も
大

萱
に

あ

る

。

蛇
塚
　

本
村
大

泉
耕
地
辰

ノ
方
弐
町

許
ニ
ア
リ
天
正
度

保
科
弾
正
忠
正
直
時
ノ
領
主

ク
リ

家
臣
井
沢
某

二
命

ジ
テ
此
地

二
出

ズ
ル
大
蛇
ヲ
屠
リ
テ
痙

メ
シ
処
ナ
リ
ト
云

フ
此
蛇
今

ノ
大
萱
耕
地

二
棲
ミ
屡
此

ノ
地

二
出
テ
人
ヲ
悩

マ
ス
因

ツ
テ
此
挙

ア
ジ
ト
大
蛇

ノ
例
二

出

シ
地
ヲ
今

二
蛇
抜
洞

卜
云

ウ
（
新
著
聞
集

二
見

ユ
）
　
　
　
　
　
　
　
　

（
同

書
）

以

上

、

本

村

の

各

地

と

建

御

名

方

命

の
関

係

が

ど

こ

ま

で

真

実

性

か

お

る

か

は

、

は

っ
き

り

し

な

い
に

し

て

も

、

本

村

の
大

部

分

の
区

名

、

久

保

、
殿

村

、
田

畑

、

神

子
柴

、

沢

尻

が

、

一

つ

一

つ
命

の
狩

猟

（
猛
獣
狩
）
と

関

係

づ

け

ら

れ

、

ま

た

蔵

鹿

山

、

御

射

山

、

矢

の
入

山

な

ど

の
山

名

も

そ

の

他

の

猪

の

子
芝

等

の

地

名

も

命

と

関

係

づ

け

ら

れ

て

命

名

さ

れ

た

と

い
う

の
で

あ

る

。

こ

の
こ

と

か
ら

こ

の
村

一

帯

が

、

そ

の
昔

は

猪

や

鹿

を

け

じ

め

と

し

て

、

け

た

も

の
類

が

多

く
、

そ

の
狩

猟

揚

で

も

あ

っ

た
が

、

そ

の
害

に

も

な

や

ま

さ

れ

た

地

域

で

あ

っ

た

こ
と

が

う

か

が
え

る

。
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匈
　

御

射

山

神

社

１
　

御

射

山

社

再

興

の

訴

え

（
碑
）

先

に

の

べ

た

よ

う

に
、

広

い
西

部

の

一

帯

は
、

健

御

名

方

命

の
御

狩

の

古

跡

で

あ

り

、
多

く

の

地

名

が

そ

れ

に

由

来

し

て

い

る

。

そ

れ

と
直

接

間
接

に
関

係

の

あ

る

「
御

射

山
社

」

と
刻

ま

れ

た
石

祠

（
石

碑
）

が
、

広
野

の

ま

ん
中

に

、

立

っ

て

い

る

。

そ

こ

は

広
域

選
果

揚

の

す

ぐ
南

隣

り

で
、

二
本

の
落

葉

松

の
大

樹

が

立

っ

て

い

る

。

こ

の
西

部

地

区

一
帯

は
現

在

で

は
、

西

天

竜

の
水

田

地

帯

と

な

り
、

そ

の
西

に

は
広

大

な

西

部

開

発

に

よ

る

畑

作

地

帯

が

開

け

、

そ

の
北

西

部

の
森

林

地

帯

は

運

動

公

園

と

し

て

の
大

芝

高

原

と

な

っ
て

い
る

。

し

か
し

、

そ

の
昔

は

全

面

が

広

漠

た

る

森

林

ま

た

は

原

野

で

あ

っ
た

に

ち

が

い
な

い
。

当

地

の

御

射

山

祭

と

い
う
大

規

模

な

神

事

を

行

な

う
場

所

と

し

て

、

諏

訪

郡

原

村

の

神

野

に

比

す

こ

と

が

で

き

る

狩

猟

の

広

野

で

あ

っ
た

。

「
御

射

山
社

」
（
彿
）
は

そ

う

い

う

所
に

建

て

ら

れ

て

い

る

が
、

人

々

の
目

に

つ

く

ほ

ど

の
大

き

さ

を
も

っ

て

い

な

い

。
し

か
し

、

一
度

そ

の
碑

陰

を

よ

む
と

、

御

射

山

社

を
再

建

で

き

な

い

こ
と

を
嘆

き
、

後
世

に

そ

れ

を
期

待

す

る
訴

え

の
大

き

い

の
に

驚

か

ざ

る

を
得

な

い

。

ま

ず

、
「
御

射

山

社

ノ
華

表

ノ
礎

焉

二
在

リ
」

の
冒

頭

の

こ

と

ぼ

け

、

が

っ
て

の
大

御

射

山

社

の
鳥

居

の
礎

石

が

こ

こ

に

事

実

と

し

て

あ

る

こ

と

を

、

厳

と

し

て

い

い
き

っ
て

い

る

。

御
射
山
社
、
華
表
ノ
礎
焉

二
在
り
原
大

同
四
年
己

丑
ノ
歳
坂

上
田
村
丸
口
願
勅

征
而
本
社

ヲ
建

ツ
後
四
百

五
十
一
年

ヲ
経

テ
文

応
元
年

庚
申
再

造
ス
又

三
百

二
十
六
年
ヲ
過
ギ
天
正

十
三
年

乙
酉
十
一
月

地
大

二
震
動

シ
テ
遂
二
破
壊

ス
ル
也

そ

の
御

射

山

社

は
、

大

同

四

年
（
八
〇

九
）
の
平

安

時

代

に

、

坂

上

田

村

麻

呂

が

創

建

し

た

。

そ

れ

か
ら

四

五

〇

余

年

を
経

た
文

応

元

年

（
一
三
（

○
）

の

鎌

倉

時

代

に

再

建

さ

れ
三

〇

〇

余

年

閲

続

い

た

。
と

こ

ろ
が

、

桃

山

時

代

の
天

正

一
三

年

図2-19　 御射山神社（碑）図2-20　御射山の社碑と御射山絵図

社碑の前に乱 絵図のように鳥居跡があった
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第５節　中世の文化

二

五
八
五
）
に
大

地

震

の
た

め

、

つ

い
に

破

壊

さ

れ

て

し

ま

っ
た

。

こ

の
碑

文

の

前

半

は

、

創

建

か

ら

破

壊

ま

で

の

経

過

を

の

べ

た

後

、

そ

れ

か

ら

嘆

き

が

は

じ

ま

る

。

爾
来
物
換
り
星
移
り
今
茲
丁
亥

已

二
二
百
三
四
十
年

二
度
リ
テ
　

造
営
亦
復
成
ラ
ズ
矣
家

々
空

シ
ク
嘆
ズ

ル
已
、
旧
慣

既

已

浬
没

ス
　
況

ン
ヤ
後
年
基
礎
亦
　

知
ル
可

ケ
ン
矣
因

ツ
テ
為
メ
ニ
其
ノ
旧
ヲ
記

シ
テ
碑
ヲ
立
テ
云
ウ

于

時
　

文
政
十
年
歳

在
丁

亥
秋
七
月
　

神
子
柴

邨
中

地

震

で

破

壊

さ

れ
て

か

ら
二

三

〇

余

年

も

経

過

し

て

い

る

が
、

造

営

の

こ
と

は

で

き

な

い

。
「

亦

復

成

ラ

ズ

」

と

い

っ
て

い
る

か

ら

、

こ

の

間

に

何

度

か

再

建

を

は

か

っ

た

こ
と

が

う

か
が

え

る
が

、

つ

い
に

造

営

は
で

き

な

か

っ

た

。
家

々
で

は

空

し

く
嘆

く
ば

か
り

で

あ

る

。
こ

ん
な

こ

と

を

し

て

い

た

の
で

、

御

射

山

社

の
古

い
伝

統

行

事

は
す

で

に

、
す

で

に

あ

と

か

た

も

な

く

な

っ
て

し

ま

っ
た

。
ま

し

て

、

後

年

に

な

れ

ば

、
そ

の

も

と

の

由

来

さ

え

も

、
知

る

こ

と

が

で

き

る

は

ず

が

な

い

。

「

旧

慣

既

已
　

浬

没

ス
」

と

い
う

と

こ

ろ

に

そ

の

嘆

き

の

深

さ

が

表

れ

て

い

る

。

そ

こ

で

こ

の

御

射

山

社

の

碑

を

た

て

て

、

す

で

に

な

く

な

る

う

と

し

て

い
る

こ

の

地

の

由

来

を

記

し

た

と

い
う

の

で

あ

る

。

時

は

、
江

戸
末

期

今

か

ら

お

よ

そ

一

五

〇

年

も

前

の

文

政

一

〇

年

二

八
二
言

の

こ

と

で

あ

る

。
建

て

た

の

は

神

子
柴

村

中

の

人

々

で

あ

る

。

こ

の
碑

の
嘆

き
と

訴

え

は
、

明

治

九
年

の

「
村

誌

」

に

も

継

承

さ

れ

て
、

さ

ら

に

強

く
詳

し

く
、

後
世

の
村

民

に

訴

え

て

い

る

。
次

に

そ

の

「
村

誌

」

の
記

述

に

説
明

を
加

え

て
記

す

。

御

射
山

社

の
址

は
、

宇

前

原

に

あ

り
、

東

西

二

〇

〇

問

、

南

北

一

八
〇

開

、

面

積

が

一
町

二
反

歩

の
原

野

で

、

神

子

柴

耕

地

の
正

面

に

あ

る

。
祭

神

は
健

御

名

方

命

、

八
坂

刀

売

命

の

二
神

で

あ

る

。
大

同

四

年
（
八
〇
九
）
に

坂

上

田

村

麻

呂

が
勅

を
奉

じ

て
創

建

し

た
も

の
で

あ

る

。
（
碑
陰
に
も
勅
と

い
う
宇
が
見
え

る
）

後

、

た

び

た

び
奉

幣

（
神
に
鰍
射
を
さ
さ
げ

る
）
が

あ

り
ヽ

ヤ

亥

の
大

祭
（
御
射
山
祭
）
を

執

行

し
、
そ

の
神
官

は
宮
島
氏
で

あ
っ
た
。

お
祭
り
は
、
七
月
二
七
日
、

御
射
山
平
に
御
仮
屋
（
穂
屋
）
を
こ
し

ら
え
、

そ

こ
に

神
輿

を
移
し
、
神
子
柴
村

か
ら
そ
の
神
輿
（
御
神
体
ま
た
は
御
霊
代
が
乗
る
）
を

だ
し
て
、
お
祭
り
を
行

な
っ
た
。
（
こ
の
七
月
二
七
日
は
諏
訪
の
御
射
山
祭
り
と
同
じ
日

で
あ
る
）
こ

の
神
輿

を
た
し

た
こ
と
に

よ
っ
て
、
神
子
柴
と

い
わ
れ
る
よ

う

に

な

っ
た
。

「
村
誌
」
は
さ
ら
に
、
こ
の
御
射
山
社
の
規

模
に
つ

い
て
、
こ
の
神
社
の
別
当

寺
は
普
光
寺
と
い
っ
て
、

一
時

は

コ

ー坊

も
あ
る
大
規

模
の
も
の
で
あ
っ
た
。

コ

ー坊

は
別

書
に

は
、
藤

勝
坊
、

安
泰
坊
、

治
郎
坊
、

北
坊
、

宗
案
坊
、

南

坊
、
平
乗
坊
、
東
秀
坊
、
実
教
坊
、
修
観
坊
、
能
延
坊

等
で

あ
っ
た
。
こ
の
別
当

寺

の
大

き
さ
か
ら
み

て
も
、
御
射
山
社

は
大
き

く
、
本
郡

の
大
社
で

あ
っ
た
。

と
こ

ろ
が
、
た
ま

た
ま
兵
火
に

か
か
っ
て
、
社
頭
が

わ
ず

か
に
存
す
る

だ
け
と

な
り
、
西
箕
輪

の
羽
広
耕
地
内
に
移

宍

こ
こ
で
ま

た
兵
火
に

か
か
る
と

い
う
災

禍

が
続

い
た
。
よ
う
や
く
神
社
は
造
営
さ
れ
た
が
、
往
日

の
盛
ん
な
よ
う
に
は
な

ら
な

か
っ
た

。
そ
こ
へ
、

天

正

二
二
年
（
一
五
八
五
）
の
大

地
震
に
あ

い
、

こ

ん

ど
は
全
社
殿
が
破
壊
さ
れ
て
し
ま

い
、
そ
れ
を
造
営
す
る
こ
と
は

で

き

な

か

っ

た

。遂
二
各
所
二
祀
ル
。
惜
シ
イ
哉
、
旧
姿
此
二
浬
没
ス

こ

れ
に

よ
っ
て
、
御
射
山
社

は
一
社
と
し
て
祭

る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
、
各

所
に
分
祀

さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
し

ま
っ
た
。
ま
こ
と
に
措
し

い
こ
と
で
、
旧
御

射
山
社

の
姿

は
全
く
な

く
な

っ
て
し

ま
っ
た
、
惜
し

い

か

な

と
嘆
き
訴
え

て
い

る

。２
　

『
西
箕

輪
村
誌
』
の

御
射

山
大
社

跡

『
長
野
県
町
村
誌
』
に

は
『
西
箕
輪
村
誌
』

の
古

跡

の

項

に
「
御
射
山
大
社

跡
」
と
し
て
、
前
記

の
御
射
山
社
に

つ
い
て
お
よ
そ
次

の
よ
う
に
記

さ

れ

て

い

る
。
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西
箕
輪
村
の
西
方
字
御
射
山
平

に
、
御

射
山
大

社
の
跡
が
あ
る
。
東
西

三
町

二
〇
間

、

南
北
五
〇
開
、

い
ま
民
有
林
に
な

っ
て

い
る
。
こ

の
地
続
き
に
字
神
護
平

と
い
う
地
が
あ

り
、
こ
こ
が
別
当
寺

の
跡
だ
と
い
う
。
ま
た
鎮
守
と
い
う
地
名
の
所
も
あ
る
。

「
古
伝
記
」
に
よ

る
と
神
主
は
唐
沢
備
前
と
宮
島
津
守
で
あ

っ
た
。
唐
沢
備
前
は
与
地

に
住
し
後
に
三
日
町
に
移

っ
た
。
宮
島
津
守
は
沢
尻
に
住
居
し
た
が
後
に
退
転
し
て
し
ま

っ
た

。
別
当
寺
神
護
山
藤
宝
寺
が
あ

っ
た
が
、
天
文
一
三
年
（
一
五
四
四
）
武
田
信
玄

の

兵
火
に

か
か
っ
て
焼
失
し
て
し
ま

っ
た
。
伊
那
郡

の
大
社
で
あ

っ
た
が
、
そ

の
と
き
「
宝

鏡
」

は
ど
う
な

っ
た

か
不
詳
で
あ

る
。

そ
も
そ
も
こ

の
大
社

の
由
来
を
尋
ね
て
み

る

と
、
伊
那
郡
大
山
田
神
社

（『
南
箕
輪
村

誌
』

も
こ

れ
を

い
う
が
不
詳
）
と
申
し
奉

っ
て

い
た
が
、
後
に
蕗
原
庄
箕
輪
郷

の
羽
広

の

里
に
鎮
座

し
「
御
射
山
大
明

神
」

と
崇

め
奉

っ
た
。
御
本
地

は
虚
空
蔵
菩
薩
で
あ

っ
た

。

宝
鏡

は
唐
沢
備
前

が
代

々
守

っ
て

き
た
が
、

そ
の
裏
に
神
亀
元
甲
子
年

（
七
二
四
）
と

あ

っ
た
。
元
慶

三
年

（
八
七
九
）
再
建

さ
れ
、
飯
田
城

主
か
ら
お

神
楽
や
騎
馬

が
献

ぜ
ら

れ

た
。そ

れ
か
ら
四
〇
〇
余

年
を
経
て
元
暦

二
年

（
一
一
八
四
）
に

は
吉
田
家

か
ら
「
御
射

山

大
明
神
」
の
送
号
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
一
四
〇

年
を
経
て
、
応
安
元

年
（

コ
ニ
六
八
）
福

与
城
主
井
上
氏
、
藤
沢
氏
等
が
代

々
大

祭
を
行

な
い
、
お
神
楽

が
献

ぜ
ら
れ
、
神
輿
、
騎

馬
等
も
献
ぜ
ら
れ
た
。

享
禄
元

年
（
一
五
二
八
）
箕
輪
左
衛
門
は
、
上
棚
へ
御
射
山
の
宮
を
移
し
、
こ
れ
か
ら

祭
礼
は
事
た
え
て
し
ま
っ
た
。

『

西

箕

輪

村

誌

』

は

こ

の
よ

う

に

、

年
代

を

は

っ
き

旦

不
し

て

い

る

が
、
「

古

伝

記

」

で

あ

っ
て

そ

の
確

か
な

こ

と

は
不

明

で

あ

る

。

た

だ
、

明

治

初

年

の
当

時

、

は

っ
き

り

し

た
跡

も

記

述

し

て

い

る

。

羽
広
村
今
柴
宮
と
称
し
奉

る
は
、
命
御
狩

の
時
、
柴
を
以
て
仮
屋
を
造
ら
せ
給

い
し
旧

跡
に
し
て
、
本
宮

は
御
射
山
平

な
り
。
今
は
諸
木
生

い
繁
り
て
名

の
み
と
な
り

ぬ
。
さ
れ

ど
も
往
昔
祭
礼

の
と
き
、
出
役
仮
屋

の
土
手
形
等
、
道

の
左
右
に
残
り
て
今

な
お
歴
然

た

ま

た
、

神
子

柴

に

も

鳥

居

の
跡

が

あ

っ

た

し

、

本

社

の
鳥

居

は

蔵

鹿

山

の
入

口

、

富

士

塚

の
南

に

礎

石

が

残

っ

て

い

る
と

記

し

て

い
る

。
し

か
し

、

昭

和

の
現

在

で

は

ど

の

礎
石

も
見

出

せ

な

い

。

３
　

別

当

寺

（
普

光
寺

）

さ

て
、

こ

の
御

射

山
社

の
別

当

寺

普

光

寺

は
、

は

じ

め
に

こ

の
西

部

地

区

一
帯

の

ど

こ

に

あ

っ

た

の

で

あ

ろ

う

か

。
今

と

な

っ

て

は

ど

こ
に

あ

っ

た

の

か
、

見

当

も

つ

か

な

い
が

、

さ

き

の
本

村

の

『
村

誌

』

に

は

次

の
記

録

が
残

っ

て

い

る

。

梨

子
が
窪

、
本
村

極
南

神
子
柴
耕

地
酉

の
方
二
町

許
字
前
宮
原

の
内
に

あ
り
。
此

の
地
を

う
が
て
ば
多
く
銅
鉄
の
如

き
小
片
細
屑

を
出
す
。
里
人
之

を
称
し
て
金
な
屑

と
云

う
。
往

昔
此
に
御
射
山
社
の
別
当
普
光
寺
及

び
十
二
の
坊
あ
り
。

寺
坊

共

に

丘（

火

に

か

か

れ

こ

の
金

な

屑

は
普

光

寺

の
鐘

が

と

け

て

地

中

に

埋

ま

っ
た

も

の
か

、
天

文

年

間

二

五

回

Ｙ

一
五
五
五
）
ま

で

鋳

鍋

の
文

字

を

用

い
て

い
た

と

い

わ
れ

る
伊

那

部

に

属

し

、

銅

鉄

の
精

鯵

所
で

あ

っ

た
所

か
、

と

い
う

二

説

か

お

る

。
も

し

、

こ

こ

に

普

光

寺

が

あ

っ

た
と

し

た

ら
、

こ

こ
で

兵

火

に

か

か

っ

た
普

光

寺

は
、

百

山

沿

い

の

「
普

光

寺

跡

」

へ
移

り
、

そ

こ
で

ま

た
兵

火

に

か

か

っ

た

こ
と

に

な

る

。

普

光

寺

跡

は
現

在

も
仲

仙

寺

の
北

方

に

あ

っ

て

は

っ

き

り
し

て

い

る

が
、

梨

子

が
窪

は

「

神

子
柴

の
百

方

二
町

ば

か

り
」

に

あ

る

と
記

さ

れ

て

い

る

だ

け
で

、

西

天

竜

水
田

地

帯

と

な

っ

た
現

在

で

は

そ

の
場

所

さ

え

は

っ

き

り

し

て

い

な

い

。

４
　

分

祀

さ

れ

た

御

射

山

社

『

西

箕

輪

村

誌

』

で

は

享

禄
元

年

（
一
五
二
八
）
『
村

誌
』

で

は

天

正

二

二
年

二

五
八
五
）
、

と

く

い
ち

が

っ
て

は

い
る

か

、

い
ず

れ

に

し

て

も

世

は
戦

国

動

乱

の

コ
（

世

紀

の
こ

と

で

あ

る

。

再

建

が

で

き

な

い
ま

ま

御

射

山
大

社

は

分
祀

す

る

よ

り

は

か
な

か

っ

か

。

分

祀

さ

れ

た

の
は

、

里

宮

社

、

前

宮

社

、

鳥

居

原

社

等

で

あ

る

。

所

々

に

方

三

間

の
鳥

居

の
残

礎

が

の
こ

っ
て

い
る

。

ま

た

地

名

と

し

て
、

御

射

山
平

、

鳥

居
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原

、

前

宮

原

等

の
原

野

が

残

っ
て

い

る

。
ま

た
、

字

三

本

木

原

に

は
老

松

が

三

本

か

た
よ

っ
て

高

く
雲

表

に

そ

び
え

、

こ

の
大

樹

の
下

が

、

神

輿

の
休

ん

だ
所

で

あ

る
と

さ

れ
て

い

る

。
そ

の
他

流

鏑

馬

所

、

神

戸

（
上

戸
）
、

御

舞

瀬

（
坂
下
）
、

か

お

り
、

八

乙

女

（
神
社
に
奉
仕
し
、
神
楽
な
ど
を
奏

す
る
少
女

）
の

よ

う

に

巫

子

を

だ

し

た

所

も

あ

り

、

さ

ら

に

ま

た

、

普

光

寺

の
旧

跡

を

神
宮

寺

平

と

い

い
、

そ

の
他

に

も

地

字
に

は
、

茶

屋
屋

敷
、

神
屋

道
、

神
慮

道
、

神
殿

坂

等

か

お

る

。

分

祀

さ

れ

た
御

射

山
社

の

う

ち
、
ｍ

畑

村

の

「

前

宮

社

」

は

そ

の
後

「

諏

訪

社

」

と

呼

ば

れ

た
が

、

そ

の
社

頭

の
御

手

洗

に

は
今

も

「

前

宮

社

」

と

昔

の
名

残

り
を

と

ど

め
て

い
る

。
ま

た

『
上

伊

那

郡

史

』

に

は

、

神

饌

を

供

し

た

荘

園

五

反

歩

の

こ
と

も

記

さ

れ
て

い
る

。

諏
訪
社
　

祭
神
　

健
御
名
方
兪

元

前
宮
と
称
し
…
…
穂
屋
の
神
事
を
此
の
神
宮
に
執
行
し

神
饌
を
供

す
。
当
時
庄
園

五
反

歩

あ
り
。
大

祭
を
執
行

す
。

こ

の
大

祭

は
分

祀

さ

れ

る

よ
う

に

な

っ

た
享

禄

年

間

（
一
五
二
ハ
ニ

ェ
ニ
）
以

後

も

こ

の
前

宮

社

で

は

例

祭

を

継

続

し

て

行

な

っ
て

き

た

。
天

文

～
天

正

の

こ

ろ

（
一
五
言

了

九
一
）

の

兵

乱

に

か

か

っ
て

、

神

領

で

あ

る

こ

の

庄

園

も

没
収

さ

れ

、

祭

社

は

廃

絶

し

た

と

い

っ
て

い
る

。

『

上
伊

那

郡
史

』

で

も

『
西

箕

輪

村

誌

』

で

士

卒
禄

年

間

に

分

祀

さ

れ

た
と

あ

る

の

で
、
『
村

誌

』

の

よ

う

に

大

地

震

の
天

文

一

三

年

（
一
五
四
四
）
以

前

か

ら

分

祀

さ

れ

る

よ

う
に

な

っ

た

の

か
も

し

れ
な

い

。

と

こ

ろ
で

、

こ

の
荘

園

五

反

歩

は
ど

う

な

っ
た

か

、

つ

い
で

に

そ

れ

を

記

し

て

お

く

。
田

畑

神

社

の
記

録

に

は

、

神

社

収

益

と

し

て

毎

年
田

か

ら

年

貢

が

入

っ
て

い

る

。
明

治

一
九

年

の
例

で

は

二

字
地
付
き
　

籾
四
俵
二
斗
五
升
　
代

金
七
円

五
五
銭
三
厘

一
、
字
精
進
屋
　

籾
七
俵
二
斗
五
升
　

代

金

コ

ー円

五
八
銭

九
厘

一
、
字
と
い
田
　

籾

三
俵
　
　
　
　
　

代

金
五
円
○
三
銭
五
厘
五
毛

つてある田畑神社の御手洗前宮神宮と彫21図2

と
、
な
っ
て
い
る
。
こ
の
年
貢
は
合

計
一
五
俵
で
当
時
の
年
貢
、
収
穫
高
か

ら
み
て
、
水
田
五
反
歩
か
ら
の
も
の
と

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
る
と
、
こ
の

荘
園
五
反
歩
は
ま
だ
残
っ
て
い
た
こ
と

に
な
る
。

な
お
、
こ
の
収
入
の
使
途
も
、
例
え

ば
明
治
二
一
年
度
の
記
録
で
は
ほ
と
ん

ど
が
祭
典
用
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

北
殿
の
里
宮
社
で
ど
ん
な
祭
礼
が
行

な
わ
れ
た
か
、
ま
た
鳥
居
原
社
が
あ
っ

た
の
か
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い

な
い
。
た
だ
、
戦
国
動
乱
の
世
に
あ
っ

て
、
御
射
山
大
社

の
大
祭
ら
し

い
祭
典
は
、
こ

の
分
祀
以
後
廃
絶
し
て
し
ま

っ
た

と

い
う
こ
と

は
確

か
で
あ

っ
た
と
思

わ
れ
る
。

５
　

御
射
山
祭
の
推
移

「
御
射
山
祭
」
は
惜
し
く
も
、
廃
絶

し
て
し
ま
っ
た
。
で
は
、

こ
の
地
に

盛
ん

だ
っ
た
と
い
う
御

射
山
祭

は
、

ど
ん
な
お
祭
で

あ
っ
た
で

あ
ろ
う
か
。
諏
訪
御
射

山
の
大

社
祭
に
準

じ
て
行

な
わ
れ
た
で

あ
る
う
と
思

わ
れ
る
。
江
戸
時
代
末
期

の

嘉
永
年
間
（
一
八
四
八
～
五
四
）
ご
二
日
町

に
そ
の
例
が
残
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
も

と
も
と
西
山
に

あ
っ
た
も

の
が
、
三
日
町
に
移

っ
た
の
で
あ
る
と
、
『
蕗
原
拾
葉
』

（
嘉
永
年
間
編
）
の
『
ひ
と

つ
は
な
し
』
に
記

さ
れ
て

い
る
。

例
式
と

い
う
か
ら
に
は
、
御

射
山
祭

り
に

は
き
ま
り
が
あ
り
、
慣
習
に

よ
っ
て

一
定
の
し
だ
い
で
行

な
わ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
諏
訪

の
御
射
山

の
大
社
祭

の
こ
と
は
『
諏
訪
史
』
に
よ

っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
『
ひ
と

つ
は
な
し
』

の

記
述

は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

H9
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諏
訪
御
射
山
に
明

神
の
遺
礼

に
し
て
年

々
大
礼
行

な
は
る
。
我
伊

那
郡

に
て

も
三
日
町

に
例
式
あ
り
　
私

に
考
ふ
る
に
三
日

町
の
例
式

は
け
じ
め
西

山
に
あ
り
と
、
今
そ
の
地
を

御
射
山
平
と
い
ふ
御
子
傷
は
御
輿
を
出
し
し
地
に
て
御
輿
揚
な
る
べ
し
　

御
子
柴

の
西
に

古
鳥
居

の
立
ち
し
跡
あ
り
礎
存
せ
り
今
そ

の
地
を
鳥
居
原
と
い
ふ
。
往
古
中
条
上

戸
の
辺

は
神

領
に
し
て
祠
官
唐

沢
氏
こ
れ
を

掌

る
。
…
…

…
…
土
俗

の
伝
に
往
昔
中
条
村
に
唐
沢
備
前

と
い
ふ
城
主

あ
り
と
い
ふ
　

祠
官

の
祖
も
備

前

と
い
ふ
是
同

人
な
り
、
祠
官

に
し
て

神
領

ま
で
を
掌
れ
り
。

当
時

は
、

神
官
で
領
主
を
か
ね
て
い
た

も

の
は
、

諏
訪
の
神
官
（
祝
部
）
が
諏

訪

を
領

し
、

小
野
の
祠
官
小
野
氏
が
小
野
を
領
し
て
い
た
よ
う
に

め
ず
ら
し

い
こ

と
で
は
な

か
っ
た
。

こ
こ
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
江

戸
時
代
以

前
は
御
射
山
を
中

心

と

し

た
神
事

が
、
こ
の
辺
一
帯
の
人

々
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ

っ
た
と
思

わ
れ
、
大

祭
が
行

な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

中
世
ま
で
盛
ん
に
行

な
わ
れ
た
こ

の
地
帯

の
御
射
山

の
神
事
も
、
近
世
に
な

っ

て
し

だ
い
に

す
た
れ
て
、
三
日
町
に
移

っ
て
し

ま
っ
た
あ
と
、
何
か
残

っ
た
か
。

神
子
柴

の
御
射
山
祭

り
に
そ

の
片
鱗

が
残

っ
て
い
る
。
祭

日
は
上
社

の
そ
れ
と

同

じ
七
月
二

六
日

萌

治
以
後
八
月
二
六
万

を
選

ん
で
、
氏
子

は

穂

屋

子

す
き

で
か
こ
う
外
屋
）
を
こ
し
ら
え
、
伊
藤

神
主
が
お
祭

を
執
行

し
て
い
る
。
こ
の
詳

細

は
民

俗
篇
（
上
巻
）
に
ゆ
ず
る
が
、

こ
れ
は
確
か
に
往
年

の
御

射
山
神
事

を

伝

承

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

６
　

御
頭
祭
へ
の
招
待
状

諏
訪
神
社
で
、
酉
の
祭
り
と

い
ま
呼
ば
れ
て

い
る
の
は
、
御
頭
祭
と
も

廻

湛

神
事
、
大
御
立
座
神
事
と
も

い
わ
れ
て

い
る
祭
り

の
こ
と
で
あ
る

。

一
月
一
日
に
、
前
宮
の
御
室
の
な
か
に
、
大
祝
と
神
長
守
矢
氏

だ

け

が

入

っ

て
、
ミ

シ
ャ
ク
ジ
神
を
お

る
し
て
、
人
に
き

か
せ
ず
占

い
、
そ
こ
で
祭
り

の
当
番

が
き
ま

る
。
こ

れ
を
御
頭
が
き
ま
る
と

い
う
。
そ
の
御
頭
郷
は
け
じ
め
諏
訪
を

Ｉ

五
に
分
け
て
あ
っ
た
が
、

後
に

Ｉ
〇
に
分
け

ら
れ
た
。
諏
訪

の
福
島
村
も
そ

の

Ｉ

〇

郷
の
一
つ
で
あ
り
、
一
〇
年
に
一
回
御
頭

が
回

わ
っ
て
き
た
。

そ
の
昔
、
田
畑

村
、
神
子
柴
村

は
御
園
村
、
山
寺
村

と
と
も
に

そ
の
福
島
村

の

枝
郷
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
御
頭

に
参
加

し
て
き
た
。

次
は
そ
の
祭
礼
の
招
待
状
で
あ
る
。

図2-22　 御頭御社宮司社（諏訪 福島村） と招待状

j加
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（
尚
々
御
社
参
ノ
節
存
ジ
入
り
奉
り
候
）

諏
訪
上
宮
御
祭
礼
当
年
御
頭
番

二
相
当
り
之

二
依
り
先
例

二
任
セ
御
玉
会
進
上
致
シ
候

来
ル
三
月
十
八
日

御
祭
礼

ノ
節
御
社

参
貴

意
ヲ
得
可

ク
候
　
恐

惶
謹

言

諏
ヤ

福
島
村
役
人

二
月

五
日

重
左
衛
門

弥
次
兵
衛

善
左
衛
門

伊

那
郡
　
田

端
村

御
役
人
衆
中
様

（
田
畑
中
屋
文
書
）

こ

の
招

待

状

は
、

諏

訪

の
福

島

村

（
現
、
諏
訪
市
中
州
福
島
）

か
ら

田

畑

村

の
役

人

衆

へ

だ
し

た

も

の
で

あ

る

。

諏

訪

上

社

の
御

頭

番

は

、

福

島

村

に

Ｉ
〇

年

ご

と

に

回

わ

っ
て

く

る

が

、

そ

の
年

の
お

祭

り

に

は

、
伊

那

の
枝

郷

四

か

村

（
田
畑
村
、

神
子
柴
村
、
御
園
村
、
山
寺
村
）
を

招

待

す

る

の

が

古

く

か

ら

の

慣

例

に

な

っ
て

い

る

。

そ

の

先

例

に

な

ら

っ
て

こ

の

年

の

三

月

一

八

日

の

酉

の

祭

り

に

招

待

さ

れ

た

の

で

あ

る

。

こ

の

書

状

に

は
年

号

が
記

さ

れ

て

い

な

い

の

で

は

っ

き

り

し

た

こ

と

は

わ

か

ら

な

い

が
、

相

当
古

い

も

の

の

よ

う

で

あ

る

。

「
古

い
枝

郷

」
（
今
井

広
亀
『
中
洲
村
史
』
）
に

よ

る
と

、

信

濃

の
国

の
各

地

に

あ

っ

た
親

郷

、

枝

郷

の
関

係

は

ほ
と

ん

ど
な

く
な

っ

て
し

ま

っ

た

が
、

福

島

村

と

伊

那

の
四

か
村

だ

け
に

は
、

ず

っ

と
古

い
時

代

の
親

郷

枝

郷

の
姿

が
現

存

し

て

い

る

。

福

島

村

が
御

頭

郷

に

当

た

っ

た
年

に

は
、

今

で

も

伊

那

の

四

か
村

を

招

待

し

、

上

社

の
酉

の
祭

の
祭

事

に

実

際

に

参
加

し

て

い

る

」
（
『
中
洲
村
史
』
）

こ

の

こ

と

は
、

福

島

鎮

守

社

の
由

緒

に

よ

っ
て

も

明

ら

か
で

あ

る
。

御
頭
年
番

ノ
節
（

諏
訪
上
社
上
宮
ノ
内
本
社
へ
奉
仕

シ
神
符
納
メ
ノ
旧
式
ア
リ
　

又
上
伊

那
郡
旧
御
園
村
山
寺
村
御
子
柴
村
田
畑
村
ノ
四

力
村
（

本
村
御
頭
年
番
毎

二
本
社
へ
三
葉

梶
紋
附
キ
幕
半
張
ヲ
献
納
ス
ル
ノ
慣
例
ナ
リ

（
『
福
島
鎮
守
社
由

緒
』
）

。－
－

－

・
－

－

１

１
１
÷

1
1
1

フ

N

（

２

Ｗ

Ｔ
）

証

―－

－

Ｉ
－
Ｉ

ｌ
ｌ
・
ｉ

‐
１

心
寺

対

御
圃
壮

す

壮

俘
斑
斟田
細

村

jl

叉

昶

三
本
大
喋

旅
一一
９々

Λ ４
４収

ﾐ?

社

曙

幄

１

卜
よ

認

ｽｼ

匹才工ヤ

Å

裁

冬

人

今

に:心

幕

考

I

｀ ,¶ fＪ
扉

－

Ｉ
Ｆ

卜
踊
丿
財

御社宮司社の幕23図2

こ
れ
は
明
治
三

一
年

の
知
事
宛

の
願

い
書

の
中

の
一
節
で
あ

る
。
福
島
鎮
守
社

は
御
社
宮
司
社

で
、
社
殿

は
岑

水
二
年
（
一
八
四
九
）
の
再
建

で

あ

っ
て
、

立
川

和
四
郎
作

の
実
に
見
事
な
建
築
で
あ

る
。
そ

の
由
緒
に
は
、
こ

の
社
は
、
長
さ
、

二
丈
七
尺
五
寸
、
幅
四
尺
二
寸
五
分

の
冪
を
も

っ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
親
郷
と
枝

郷
で
半

々
ず

っ
だ
し
あ

っ
て
作
る
慣
例
で
あ

っ
た
。
図
２
－
2
3
に
見
る
よ
う
に
で

き

た
幕
が
残

っ
て

い
る
。

年
一
回
行
な
う
諏
訪
社
総
氏
子
の
御
頭

祭
（
酉
の
ま
つ
り
）
の

頭
役
に
あ

た
る
と
、

御
頭
郷
（
当
番
地
）
の
名
主
、
百

姓
が
二
〇
〇

人
か
ら
三
〇
〇

人
も
一
団

と
な
っ
て

出
か
け
、
祭
事
の
諸
事
万
端
を
引

き
受

け
る
慣

例
で
、

そ
れ
に
参
加

す
る
の
で
あ

田

畑
区

に
も
神
子
柴
区

に
も
、
先

の
招
待
状
以
外
に
資
料

が
見
当

た
ら
な
い
の
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で

、

諏

訪

福

島

の

資

料

に

よ

っ
て

、

最

近

の

様

子

を

見

る

と

次

の

よ

う

で

あ

る

。

昭
和
二
一
年

一
月
一
七
日

、
本
年
官

幣
大
社
諏
訪
神
社

二
於
テ
元
旦
ノ
御
占
イ
ニ
依
リ
、
湖
南
村
中
洲

村
両

村
御
頭

役
ヲ
定
メ
ラ

レ
タ
ル
ヲ
以

テ
、
親
郷
ト

シ
テ
往
古
ノ
祭

事
二
依
リ
、
枝
郷
上

伊

那
郡
南
箕
輪

村
田

畑
区

・
神
子
柴
区

・
伊

那
町

ノ
内
御
園
区
・
山
寺
区
四

力
区

二
其
ノ

旨

通
知
書

ヲ
差

シ
出

ス
。
通
信
費
弐
拾
銭
。

四
月
二
日

本
村
本
年
御
頭
役
命
ゼ
ラ

レ
ク

ル
ニ
就
キ
、
当
区

二
於
テ
枝
郷
招
待

二
関

シ
協
議
ノ
結

果
、
往
古

ヨ
リ
ノ
慣
習

二
倣
イ
招
待
致

ス
事

二
決
定
。
本
日
枝
郷
四
区
長
宛
招
待
状
発
送

ス
。
尚
御
札
頒
布
ノ
都
合

戸
数
訪
問

ス
。

な

お

ま

た

、

昭

和

三

一

年

の
宮

方

係

の
日

誌

に

は

そ

の

時

の

様

子

が

詳

し

く

記

さ

れ

て

い
る

。

二
月
五
日
福
島
区
の
区
会
で
招
待
す
る
こ
と
が
き
ま
っ
た
の
で
各
区
へ
招
待
状
を
た
す
。

三
月
一
二

日

御
社
宮
神
お
ろ
し
を
し
堺
注
連
等
諸
準
備
を
お
え

る
。

三
月
二
六
日
　

総
代
と
宮
方
係
と
が
伊

那
の
枝

郷
四
区

招
待

に
出
向

い
た
。
御
園
区

二
（

五
戸
、
山
寺
区
七
八
六
戸
、
田
畑
区
一
六
六
戸

、
神
子
柴
区

一
三
〇
戸

と
い
う
。
日

誌
に

は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
か
な
り
御
馳
走
に
あ
ず
か
っ
た
と
伝
え

て
い
る
。

こ

の
よ

う

に

招

待

状

だ

け

で

す

ま

さ

ず

、

総

代

が

わ
ざ

わ
ざ

出

向

い
て

き

て

招

待

を

正

式

に

す

る
慣

例

で

あ

っ

た

。

四
月
十
四
日
　

四
区
は
区
長
外
一
名
計
八
名
が
来
て
、
ま
ず
上
社
に
参
拝
。
次
に
福
島
村

の
御
頭
御
社
宮
司
社
に
詣
で
、
例
年
通
り
総
代
宅
で
饗
応
に

な
っ
た
。

こ

ち

ら
（
福
島

村
）
は
区
総
代
、
副
、
神
社
総
代
、
宮
方
役
員
全
員
が
出
て
接
待
に
っ
と
め
た
。
玉
串
料

八
千
円
、
御
札
料
三
千
五
百
円
か
奉
納
さ
れ
た
。
お
土
産
に
は
砂
糖
一
貫
目
を
貰

っ
た
。

そ
し
て
饗
応
費

は
八
千
四
百
九
十
五
円
を
要
し
た
。

四
月
十
五
目
　

酉

の
祭
　

客

（
伊
那
四
区

の
）
も
本
宮

の
祭
り

の
行
列

の
あ
と
に
供
奉
し

て
前
宮
十
開
廊

の
祭
事
に
参
列
し
て
帰
ら
れ
た
。
各
戸
に
配

っ
て
貰
う
た
め
福
島
鎮
守

の

御
神
符
一
、
二
四

七
枚
を
託
し
た
。
神
符
は
総
代
た
ち
が
作

っ
て
紙
、
墨
代
二
、
三
五
〇

円
を
要
し
か
。

（『
中
洲
村
史
』）

こ

の
目
誌
は
諏
訪
側

の
立
場
で
書
か
れ
て

い
る
が
、
伊

那
側
の
立
場

で
記

し
て

あ

る
の
が

『
山
寺
区
誌
』
で
、
昭
和
四
三
年

の
様
子
を
書

い
て

い
る
。
こ
の
時
は

宿
泊
し

て
い
な

い
。

四
月
一
四
日

の
午
後
○
時
三
五
分
上
諏
訪
着

の
列

車
で

い
き
、
午
後
三
時
す
ぎ

た
こ

ろ
準
備
が
で
き
、
神
官
に
案
内
さ
れ
て
社
殿
に
進
み
、

い
わ
ゆ
る
昇
殿

参
拝

を
し

た
。
戦
前
は
勅
使
が
坐

わ
っ
た
と

い
う
位
置

に
座
を
得
、
玉
串
奉

呈
、
正

式

の
参
拝
を
す
ま
せ

た
神
前
に
お
供
え
し
た
御
神
酒

と
区
民

各
戸
へ
配

る
お
札
を
頂

い
て
退
下

し

た
。
つ
づ

い
て
社
務
所

の

奥

ま
っ
た
座
敷
で

お
茶

と

お
菓
子

が

出

て
、
宮
司

か
ら
丁

重
な
あ

い
さ
つ
か
お
り
、
四
月
一
四

日
と
四
月

一
五
日
の
お
祭

り
に

つ
い
て
説
明
し
て
く
れ
た
。

昔
は
、
三
月
の
酉
の
祭
、
御
頭
祭

と
し
て
行

な
わ
れ
た
。
こ
れ
は
上
社

の
祭

の

中

で
も
大
き
な
祭
で
、
東

ヘ
ニ

キ
ロ
離

れ
た
と
こ

ろ
に
、
前
宮
（
お
き
さ
き
を
祭
亘

が
あ
り
、
そ
こ
ま
で
武
器

な
ど
大

き
な
持
物
を
た
ず
さ
え
て
行
列

で

練

っ

て

行

き
、
前

宮
で
「
十
間

廊
」

の
祭
事

を
し

て
上
社
に
引
き
返
し

た
。
そ

の
時
十
間
廊

に
は
七
五
頭
（
現
在
は
一
五
頭
）
の
鹿
の
頭

な
ど
供
え
た
。
こ
の
た
め
の
鹿
を
伊

那

の
御
射
山
あ
た
り
で
猟
を
し
て
馬

に
つ
ん
で
持
ち
運
ん
だ
。
伊

那
の
四

か
村

は
枝

郷
と

い
わ
れ
る
氏
子
と
し
て
奉
仕
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
（『
山
寺
区
誌
』）

こ

の
福
島
を
親
郷
と
し
て
、
そ
の
枝
郷
で
あ
る
伊

那
の
四
区

の
御
頭
祭
参
加

の

由
来
は
、

い
ま
だ
明
ら
か
で
な

い
。
枝

郷
の
関

係
は
筑
摩
や
佐

久
に

も
あ
っ
た
と

伝
え
ら
れ
る
が
、
今
日
ま
で
続

い
て

い
る
の
は
、
こ
の
関

係
だ
け
で
、

諏
訪
神
社

を
中
心
と
し
た
珍
し

い
関
係
で
あ
る
と

い
う
。

次
表
は
福
島
区

か
ら
最
近
で
て
来
た
資
料

に
よ
り
、
戦

後
の
御
頭
祭
参
加

の
状

況
を

ま
と

め
た
表
で
あ
る
。
（
表
２
－
1
2
）

12Z
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12　御頭祭参加状況（四か村）

祭　四　区　参　加　状　況

紺
頭御

昭
和
52

昭
和
43

昭
和
31

昭
和

21 バ
１月30 日

（３人 ）

３月19 日

３月24 日

（ ２人）

２月５日

３月26日

（２人 ）

４月 ２日 招 待 状

出向招待

（日帰 り）

４月15 日

本宮→前宮

４月14 日

公民館泊

４月15 日

本宮→前宮

//

(1320枚)

４月14日

総代宅 泊

４月15 日

本宮 →前宮

全戸数

(1147札)

４月14 日

区長宅泊

４月15 日

９時上社参拝

600 札

祭　 日

祭　事

(御神符)

欠 区 欠

長

病
気

三 加
沢 藤

与
一

清 郎

松
沢

昌

田

畑

区

参

列

者

織　 伊

井　東
甲

子　嘉
男　造

丸　 飯

山　 塚

一　 一一
一 一郎 雄

高　原
木

正　市
信 雄

高
木

一
一郎

神

子
柴
区

畑

正
一一

野 御
沢　子

柴

誠　信
雄　夫

唐　伊

沢　藤

四　重
一 雄

御

子
柴

次
男

御

園

区

宮　根
下　津

辰　荘
雄　八

森　林
田

喜 友
市 七

福　福

沢　沢
孝

一　政
郎　見

原　柴

菊
由　治
治　郎

山

寺

区

７
　
湛
　
神
　
事

田
　
久
保
塩
ノ
井
と
湛
神
事

諏
訪
上
社
の
古
い
神
事
の
一
つ
に
湛
神
事
が
あ
る
。
酉
の
祭
り
と
い
ま
呼
ば
れ

て
い
る
祭
り
を
、
御
頭
祭
と
も
廻

湛

神
事
と
も
い
っ
て
い
る
こ
と
は
先
に
記
し

か
。
そ
の
廻
湛
の
神
事
は
、
神
使
が
地
方
を
巡
行
し
て
、
諏
訪
神
社
の
神
威
を
拡

張
強
化
す
る
た
め
の
神
事
に
焦
点
を
あ
て
だ
呼
び
名
で
あ
っ
た
。

こ
の
神
事
は
古
く
大
化
の
改
新
（
六
四
五
）
以
前
か
ら
室
町
末
期
（
一
五
七
三

ご
ろ
ま
で
、

す
な
わ
ち
七
世
紀

か
ら
一
六
世
紀

ま
で

の
長

い
間
行

な
わ
れ
て
い
た
が
、
戦
国
争
乱

の
世
に
な

っ
て
中

絶

の
状
態
に
な

っ
て
い
た
。

一
月
一
日
、
前
宮
で
ミ

シ
ャ
グ
ジ
神
を
降
し
て
御
頭
郷

が
き

ま
る
と
、
そ

の
村
に
御
頭
郷
差
定
書
が
渡
さ
れ
、
神

使
六
人
が
き
ま
る

。
六
名
の
神
使
は
、
内

県

介
と
内
県

宮
付
き
、
外
県
介
と
外
県
宮
付
き
、
及
び
大

県

介
と
大

県
宮
付
き
の
三
組
で
三
方
面
に
で
る
の
で
あ
る
。
こ
の
う

ち
伊

那
へ
回
っ
て
く
る
の
は
外

県
介

と
外
県
宮
付

き
の
神

使

一
行
で
あ
る
。

こ
の
「
伊
那
廻
り
」
の
経

路
は
時
に

よ
っ
て
多
少

の
ち
が

い
は
あ
っ
た
が
、
（
表
2
1
1
3と
図
２
－
2
4）
の
よ

う

で

あ

っ
た
。
こ
の
う
ち
、

く
ぼ
（
権
祝
文
書
）
し
ほ

の
い
（
守
矢

文
言

、
塩
野
井
（
再
興
次
方
）
と
あ

る

が
、
当
時
久
保
・

塩
ノ
井
は
一
村
で
あ

っ
た
の
で
、
同

じ
地
域
と
見

な
す
こ

と
が
で
き

る
。

さ
て
、
「
湛
」
と

は
ど
の
よ
う
な
意
味
で

あ
ろ

う

か
。

『
諏
訪
史
』

等
に
よ
る
と
、
神
を
「
た
た
え
る
」
（
讃
美
す

る
）
意
味
と
、

神
意

を
知
り
そ
の
「
た
た
り
」
（
崇
り
）
を

し
ず
め
る
意
味

と
を
も

っ
て

い
る
。
湛

の
神
は
、
土
着

の
原
始

神
で
、
精
霊
崇
拝

の
土
俗
信
仰

と
土
地

の
神
み
し

や
ぐ

じ
信
仰
と

が
結

び
つ
い
た
も

の
で

あ
る
。
さ

ら
に

い
え
ば
、

そ
れ
は
人
間

生
活
と
直
接

の
つ
な
が
り
を
も
ち
、
祀

る
人

々
の
守

護
神
と
し

て
、
日
夜
そ
の
生
活
を
保
証
す
る
恵
み
の
神
で
あ
る
と
と
も
に
、
同
時
に

人
間

の
不
正
や
ご
う

ま
ん
を
怒

る
た
た
り

の
根
源
と
も
信

ぜ
ら

れ
た
神
で
あ
る

。

『
諏
訪
史
』
第
二
巻
に
よ
る
と
、
こ

の
神
事

は
「
御
頭
祭
」（
酉
ノ
日
祭
）
と
一
連

の
祭
り
で
あ
り
、
上
古
か
ら
複
雑
な
関
係
－

す
な
わ
ち
諏
訪
神
社
の
大
祝
と
神
使

jｎ
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２
－
1
3
　
伊
那
回
り
湛
神
事
の
経
路
（
『
上
伊
那

誌
』
）

さ　季　　　　　　毎伊貧　万作小平

せ　兄　　　　　　　那　　　 河井
。　ﾈﾌ　　　　　 芭こ杢　IW4内ｎ

⑧　⑦　　　　　　⑥⑤④　③②①

回

さ ま 中 野 下 寺 槙 大 伊 南 北 く　 小 平

ﾓﾙ つ　　ﾈ
万

木　 那 御 御　　 河 井

こ ち ほ 口 寺 島 郷 島 辺 薗 薗 ほ　 内 且

万万

前 中 上 下 福 槙 大 伊 南 北 塩　 小 平

且 且　 之1 奈 御 御 野　 河 井

淵 坪 良 良 島 郷 郷 部 薗 薗 井　 内 且

叉

第

口 口 中 上 下 福 ま 大 い 南 北 し　 お ひ

・
つ　　

言 門 ⑤

ち ほ 寺 寺 島 き 島 へ の の い　 ち て

回

辱 示,,zz z, ,,z
に,IWJ

ﾊﾞ; 奇 才ぷ ぽ ｝

町 盟　　　　　　　 市　 市 久 一 町 町

沢　 中 野 下 福 上 大 伊　 御 保　 南 平
底　 坪 口 手 島 牧 島 那　 園 塩　 小 出

良　　　　 部　　　ノ　 河
井　 内

ら現

在

地ｗ

（

数

字

は
回

る
順

序

）

図2-24　 神 使巡 行地 （伊那回 り）（『諏訪史 』）

（
守
矢
氏
）

の
関

係

は
、

諏

訪
明

神

と
御

社

宮

司

神

と

の
関

係
－

を

は

ら

み

な

が

ら

そ

れ

を

止

楊

し
綜

合

し

た

重
要

な

由
来

を

も

っ

て

い
た

。

そ

し

て
湛

え
回

っ
て

く

る

神
使

は

、

も

と

も

と

は

神
長

官

（
守
矢

氏
）

で

あ

っ

た

。

そ

の

神
長

官

は

し

か

し

、

諏

訪

明

神

の
御

霊
代

で

あ

る

御

杖

（
柱
）

と

御

宝
鈴

（
鉄
鐸
）

を

も

っ
て

、

諏

訪

明

神

の
神

格

を

も

っ
た

神

使

と

し

て

回

っ
た

の

で

あ

る

。

そ
し

て

、
『

諏
訪

史

』

の
宮

地

氏

は
、

湛

回

り

の

由

来

を

、

次

の

よ

う

に

、

古

代

の
農

耕

に

関

す

る
信

仰

を
基

調

と

す

る

も

の

だ
と

し

て

い
る

。

さ
て
、
上
記

の
湛
説
り
は
、
春
と
秋
と
に
季
節
を
わ
け
て
農
村
を
訪
な
う
神
々
の
思
想

の
見

わ
れ
と
し
て
、
そ

の
原
義
を
遠

い
遠

い
古
代

の
世
界
に
ま
で
湖
及
せ
し
め
ら
れ
る

即
ち
彼
等
神
使

の
輩

は
、
神

の
郷
土
た

る
諏
訪

の
山
間
を
出
で
て
県

の
人
々
に
春
は
新

春
早

々
、
来

る
べ
き
秋

の
農
作
を

い
の
り
、
そ

の
年

の
前
途
を
祝
福
し
、
冬
は
刈
り
上

げ
の
後
に
、
新
嘗

の
饗

を
享
け
て
、
村

々
に
災

い
す

る
精
霊
を
鎮
和
す

る
役
に
も
従

っ

124
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図2-26　 塩ノ井古宮 跡（昭 和初年）

湛神事のおこなわれたと思われる古宮

た
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
農
事
に
関
す
る
信
仰
を
も
っ
て
基
調
と
す
る
の
で
あ
る
。

（『
諏
訪
史
』
）

こ
の
よ
う
に
、

春
と
冬
（
秋
）
の
神
事
は

行

な

わ

れ

た
。

塩
の
井

の
神
社

は

「
御
尺

地
社
」

で
あ
る
が
、

こ
こ
で
も
室
町
時
代

ま
で
は
神
事
が
行

な
わ
れ
て
い

た
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し

て
、
豊
作

を
祈

っ
た
代

わ
り
に
、
農
産
物

を
一

定

の
割
合
で
、
上
社
に
奉
納

さ
せ

ら
れ
た
の
で

あ
る
。
神
使

は
宝
鈴

を
な
ら
し

て

そ
の
約
束

を
さ
せ
、
約
束

を
守
ら
な

い
と
ミ

シ
ャ
グ

ジ
神

の
崇

り
が
あ

る
と
信

じ

さ
せ

ら
れ
て
い
た
。
秋
に
な

っ
て
収
穫
直
前
に

ま
た
回

っ
て
き
て
、
約
束

の
実
行

を
う
な
が
し

た
の
で

あ
る
。

こ

の
よ
う
に
、
神
使
巡
行
の
地

か
ら
み
て
、
こ
の
辺
一
帯
は
諏
訪
の
祭
政
圏
内

に
入

っ
て

い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

㈲

湛

の

祭

典

神
使
出

立
の
儀
式

は
、
上
社

で
最
大
、

か
つ
神
秘
に
満

ち
た
も

の
で

あ
っ
た
。

前
宮
の
庭
で
神
事
饗
膳
が
行

な
わ
れ
る
。
信

濃
や
甲
斐

の
各
地

か
ら
貢

納
さ
れ
た

鹿

七
五
頭

と
、
猪
や

魚
貝
類

が
山
積
み

さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
大
祝
神
使
以
下

参
拝

の
氏
子
に
も
分
け
ら

れ
、

い
わ
ゆ
る
神
人
相
嘗
が
行
な

わ
れ
る
。
さ
き
に
も

の
べ
た
よ
う
に
、
神
使
は
大
祝
か
ら
「
玉
か
ず
ら
」
を
頭
に
か
け
ら
れ
、
神
長
か

ら
は
「
御
杖
柱
」
（
御
贅
柱
）
が
さ
ず
け
ら
れ
て
、
そ
こ
で
神
格
が
与
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

神
使

一
行

は
、
馬
に
乗

っ
て
御
杖
に
微

包
（
艦
影
（
個
一
組
）
を
つ
け
、
神
域

を

逆
巡
し

て
、
夕
暮

れ
の
前
宮
を
あ
と
に

、
定

め
ら

れ
た
県

へ
出
立
す

る
の
で
あ

る
。

此
に
至
り
一
切

の
行
事
を
終
了
す

る
の
で
、
之
よ
り
列
次
を
正
し
て
太
宮
に
詣
で
、
そ

の

後
そ
れ

ぞ
れ

の
県
に
向

っ
て
湛
神
事
に
従
う
こ
と
と
な
る
。

此
間
を
通
じ
御
杖
と
御
宝
と
は
勿
論
行

を
一
に
す
る
。
か
く
て
一
行

の
往

く
先

々
の
途
す

が
ら
、
之
が
音
色
の
清
々
し
さ
は
、
御

杖
の
神
々
し
さ
と
相
ま
っ
て

、
い
か
に

も
大

神
の

御
使

ら
し
い
気

分
を
そ
そ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

之

に
出

会
っ
た
地
方
民

は
廻
神

と
称
し
て
礼
拝

す
る
と
い
い
、

そ
の
身
に
帯
ぶ

る
神
性

の

発
揚

さ
れ
た
模
様

を
あ
り
あ
り

と
看
取
せ
し

む
る
。

（
『
諏
訪
史
』
二
巻
）

地
方
民
は
廻
神
だ
と
い
っ
て
礼
拝
し
た
と
い
う
、
そ
の
御
杖
と
御
宝
は
図
２
－

2
7の

よ
う

で

あ

っ

た

。

神

使

の
頭

に

は
大

祝

（
諏
訪
明
神
）

か
ら

捧

げ

ら

れ

た

玉

鬘
（
藤
白
波
）
を

つ
け

て

き

て

い
る

の
で

、

大

祝

の
魂

（
依
代
）
を

つ

け

た

人

と

な

り

、

現

人

神
大

祝

そ

の

人

と

な

り

、

神

使
（
お
こ
う
さ
ま
）

と

な

っ

て
回

わ

っ

て

ゆ

く

の

で

あ

る

。

そ

う

し

た

神
使

に

な

る

た

め
に

は

二
月

丑

の

日

か

ら

き

び
し

い
精

進

を

は

じ

め

て
三

月

午

の

日

か

ら

の

巡
回

に

そ

な

え

た

の

で

あ

っ

た

。

そ
の
一
行

の
様
子

は
次

の
よ
う
に
も
記
さ

れ
て

い
る

…
…

さ
な
ぎ

の
鈴

（
鉄
鈴
）

の
清
々
し

い
音
色
、
御
杖

の
神
々
し
さ
、
そ
れ
に
も
ま
し
て

馬
上

の
神
使

の
神
人
ら
し
い
金
銀

の
衣
装

の
荘
厳
さ
、
そ
の
一
行
に
対
し
て
住
民
た
ち
は

深
く
礼
拝
し
た
。
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㈲
　
湛
神
事
の
衰
退
と
再
興

こ
の
神
使
は
、
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
に
は
神
長
官

（
守
矢
氏
）
四
歳

の
子

が
、

水
干

の
紅
葉

色
を
交
じ
え
金
銀

の
付

け
物
を
し
、
日
月
の
光
を
か
た
ど
っ
た
磨
い
た
草
木

の
花
の
服

装
で
、
外
県
の
伊

那
ま
で
回
わ
っ
て
き
た
。

し
か
し
そ
の
後
に
な
っ
て
、
各
県
か
ら
二
人
ず
つ
計
六

人
の
幼
童
が
選
ば
れ
て
神
使
の
役
を
つ
と
め
る
よ
う
に
な

り
、
さ
ら
に
後
世
に
な
る
と
御
頭
郷

か
ら

Ｉ
〇
歳
以
下

の

男
子
が
出

る
と

い
う
よ
う
に
、

だ
ん

だ
ん
簡
略
化
さ

れ
て

き

た
。

そ
し

て
久
し

い
慣
行
と
し

て
続
け

ら
れ
て

き

た

神

事

も
、
戦
国
時
代
末

の
永
禄
年
間
（
一
五
五
八
～
七
〇
）
に

は

神
田

の
故

障
な
ど
で
廃

止
す
る
所

が
多

く
な
っ
て
き
た
。

定
法

通

り

に

神
長

官

が
回

わ

っ
て

来

な

く

も

な

っ
た

し

、

所

々

で

神
使

の

一
行

が

飲

食
費

を

む

さ

ぼ

っ
た

り

し

た

こ

と

も

あ

っ
て

、
弊

害

が

多

く

な

り

し

ぜ
ん

と

廃

絶

さ

れ

て

き

て

い
た

の

で

あ

る

。

塩
野
井

に
お
い
て
春
冬
湛
神
事
免

七
貫
五
百
文
此
の
内
壱

貫
弐
百
は
塩
ノ
井

に
あ
？

：

…
来
る
丙
寅
よ
り
は
旧
規
に
任
か
せ
還
附
あ
る
べ
き
の
旨
下

知
を
加
え
詑
ぬ
、
然

れ
ば
即

ち
神
主
窪
助

四
郎
厳
重
に
執
り
行

う
べ
し
。

（
『
諏
訪
上
下
宮
祭
祀
再
興
次
第
』
）

こ

の
再

興

の
命

令

は

、

永

禄

八

年

（
一
五
六
五
）
に

、

武
田

信

玄

か

ら

、

だ

さ

れ

た

。
春

と

冬

の
湛

神

事

を

来

年

か
ら

、

昔

ど

お

り

に

必

ず

復

活

さ

せ

よ

、

そ

の

神
主
に
は
窪
助
四
郎
が
当
た
り
厳
重
に
と
り
行
な
え
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を

う

け

て
、

次

の

よ

う
に

と

り
行

な

っ

た

。

伊
那
廻
御
神
役

の
次
第
　
　
　

永
禄
十
年

一
、

塩
野
井

の
分
　
　

春
冬
に

七
貫
五
百
文

図2-27　 神使巡 行の御 杖と宝鈴( 『図説 諏訪 の歴史 』)

年
来
無
沙
汰

の
爾
　

去

る
年
御
改
め
あ
り
前
々
の
如
く
た

る
べ
き
の
由
仰
せ
出
さ
れ

候

。
神
主
窪
助
四
郎

（
『
諏
訪
上
下

宮
祭
祀
再
興
次
第
』
）

永

禄

一
〇

年

（
一
五
五

言

は
、

信

玄

の
命

令

よ

り

一
年

お

く

れ
て

い

る

が

、

と

も

か

く
湛

神
事

は
再

興

さ

れ

た

。

湛

と

は
先

に

も

述

べ

た

よ

う
に

天

空

よ

り
天

降

る
神

が
、

目

的

を
定

め

た
木

に

憑

り

い
る

神

を

た

た

え

、
た

た

り

か
ら

守

る

こ

と

で

あ

る

か

ら

、
春

は

こ

れ

か

ら
始

ま

る

農
耕

の
豊

穣

を
願

っ

て
、

神
に

「
降

り
申

し

」

て

い
た

だ

く

神
事

で

あ

り
、

冬

の

一

一
月

二

八

日

に

は
、

一
年

間

の
収

穫

に

感
謝

し

て
、

神

を

「
上

げ

申

す
」

神

事

で

あ

っ
た

。

塩

ノ
井

の

神

事

も

「
旧

規

に

ま

か

せ
」

と

あ

る

よ

う
に

、

こ

の

と

き

ば

か

り

で

な

く

古

い
時

代

か

ら

、

ず

う

っ
と

続

い
て

い
た
湛

神

事

が
、

こ

の

時

に

七

貫

五

〇

〇

文

で

復

活

し

た

の
で

あ

る

。

こ

の
よ

う

に

し

て

、

信

玄

の
強

力

な

命

令

に

よ

っ
て

再

興

を

う

な

が

さ

れ

た

塩
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ノ

井

の
湛

え

神

事

も

、

江

戸

時

代

に

な

っ

て

ど
う

な

っ
た

か
、

記

録

は
残

っ

て

い

な

い
。

一

般

的

に

は

、

次

に

記

す

よ

う

に

す

た

れ

て

し

ま

っ
た

ら

し

い
。

そ

の
後
、
江

戸
時
代
に
入
っ
て
の
状
況

は
、
廻
湛
神
事
に
神
使
が
従
う
上
古

よ
り
の
定
め

も
そ
の
通
り
に
行
か
ず
、
殊
更
に
勤
人
よ
り
米
銭
を
と
っ
て
、
過

半
は
退
転
に
及

ん
だ
。

（「
権
祝
家

文
書
」）

神

使

が

定

め

ど

お

り

来

な

く

な

っ
た

ば

か

り

で

な

く

、

米

銭

に

よ

っ
て

略

式

に

す

ま

す

よ

う

に

な

り

、

そ

れ

も

し

だ

い
に

す

た

れ

て

過

半

数

は

な

く

な

っ

て

し

ま

っ
た

。
明

治
以

後

は
、

そ

の
名

目

も

な

く

な

っ

て

し

ま

っ
て

、

全

く

あ

と

か

た

も

な

く

、
廃

絶

し

て

し

ま

っ
た

。

明
治
維
新

後
は
旧
慣

の
ま
に

ま
に
、
・
…
…
巡
遊

は
お
ろ
か

わ
ず
か
に
残

っ
た
名
目
を
も
省

略
し
て
し
ま
っ
た
。

（
同
前
書
）

８
　

大

泉

の

鹿

祭

り

）

し
し

鹿

祭

り

の

由

来

し
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
し

木
下

の
夏

祭

り

に

は

大

泉

か

ら

鹿

が

で

て

、

そ

れ

を

鹿

祭

り

と

い

い
、
「
鹿

頭

祭

」
と
か
「

鹿
頭
行
列

」
な
ど
と
呼

ば
れ
て
い
る
。
古

い
記

録
に
は
「
鹿
踊
り
」

と
記

さ
れ
て

い
る
。

こ
の
祭

り
の
起
源

は
今

か
ら
四
三
〇
余
年

も
前

の
永
禄
元
年

二

五
五
八
）
で
、

ひ

で
り
に
苦
し

ん
で

い
た
こ

の
地
帯

の
人

々
が
雨
乞

を
し

て
、

そ
れ
が
か
な
っ
た

お
礼

の
行

事

と

さ

れ

て

い

る

。

永
禄
年
中
大
旱
魁

。
近
郷
雨
乞

い
の
大
願
成
就
御
礼
と
し
て
、
目
出
度
吉
村
名

を
し
て
鹿

踊

り
と

い
ふ
事
を
出
す
。
…
…
尤
も
鹿
頭

七
十

五
づ
つ
也

。
近
年
四
五
士

づ
つ
出

る
。

（『
伊
那
神
社
仏
閣
記
』
）

こ

の
祭
り
を
始

め
た
と
き

の
箕
輪
郷

の
頼
主
は
箕
輪
城
主
箕
輪
左
衛
門
亮
頼
政

（
系
図
等
で
は
不
詳
）
で
、
こ

の
城
主
と
郷
民
と
が

い
っ
し
ょ
に
な

っ
て
雨
乞

い

感

謝

の
お

祭

り

を

し

た

と

さ

れ

て

い

る

。

御
鹿
奉
納
神
事
は
永
禄
元
年
箕
輪
城
主
箕
輪
左
衛
門
亮
頼
政
が
当
神
社
に
、
旱
天

続
き
の

折
雨
乞
い

の
祈
願
を
し
、
そ
の
効
顕
あ
り
御
鹿
七
十
五
頭
を
奉
商
し
た
こ
と

に

は

じ

ま

る
。

…
の
ち
に
は
御
鹿
を
か

た

ど
っ
た
冠

物
を
つ
く
り
、
数
十
人
の
幼
児
に
冠

ら
せ
、

村

役
人
一
同
は
麻

挫

を
着
用

し
、
帯
刀

し
て
、
陣
笠

を

か

ぶ

る
正
装

で
誘
導

警
固
し

た
。

（
『
箕
輪
南
宮

神
社
』
）

そ

の

こ

ろ

の
箕

輪

郷

の

鎮

守

は

御

作

田

大

明

神

（
け
じ
め
は
一

の
宮
に
あ

っ
て
文

安
二
年
（
一
四
四
五
）
に
木
下
へ
遷
宮
し
、
享
保
六
年
（
一
七
二

こ

南
宮
大
明
神
と
改
称
し

た
）
で

あ

っ

た

。

そ

の
箕

輪

郷

の
中

か
ら

お

目

出

た

い
名

前

の
村

々

か
ら

鹿

頭

を

だ
し

、

川

西

か
ら

大

泉

（
大
泉
新
田
）
、

大

萱

、

富

田

が

選

ば

れ
、

川

東

か

ら

福

与

、

福

島

が

選

ば

れ

て

奉

納

す

る

よ

う

に

な

っ
た

。

古

い
記

録

に

は

羽

広

が

入

っ

て

い

る
し

三

日

町

寺

郷

も

は

い

っ

て

い

る

が

、

現

在

は

ほ

と

ん

ど

関

係

し

な

く

な

っ
て

い
る

。

川
束
福
与
、
福
島
に
三
日
町
寺
郷
は
警
固
を
出
す
。
同
川
西
大
泉
、
富
田
に
羽

広
よ
り
警

固
を
出
す
。
年
々
隔
年
に
勤
め
来
る
。

（
『
伊

那
神
社
仏
閣
記
』
）

例

祭

は

古

来
旧

暦

の

六

月

二

七

日

で

あ

り
、

御

作
田

神

事

（
似

ず
事
と
も
い
う
）

を
行

っ

た

が
、

現

在

は

七

月

第

三

日

曜

日

で

あ

る

。

こ

の

よ

う
に

大

、

福

、

富

と
目

出

度

い
字

の

つ

く
村

が
選

ば

れ

た
雨

乞

い
祭

り

で

あ

っ

て
、

箕

輪

郷

の
領

主

郷

民

と

も

ど
も

箕

輪

全
域

の

お
祭

り
で

あ

っ

た

。

け

じ

め

は
実

際

に

、
「

鹿

頭

七

十

五

」

を

奉

納

し

た

祭

り

で

あ

っ
た

が

、
「
四

十

五

頭

」

と

な

り
し

だ

い
に

減

っ

て

い

っ

た

。

後
に

は
「

鹿

踊

り

」
と

い

う

よ

う
に

な

っ

た

。

そ

の

こ

ろ

は
、

手

振

り
身

振

り
も

と

も

な

っ
て

踊

り
が

入

っ
て

い

た
と

思

わ

れ

る
が

、

後

に

は
踊

り

は

ぼ
と

ん

ど
な

く

「

鹿

頭

行

列

」

と

も

い

わ

れ

る
よ

う

に

単

な

る
行

列

に

な

っ
て

い

る

。
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信

州

伊

奈

郡

大

泉

村

差

出

帳

」
（
元

禄

十

二
年

）

一

、
御

年
貢

納

メ

様

ノ

儀

、
御

料

私
領

共
　

品

々
雑

穀

申

シ
納

メ
候
　

…

…

一
、

御

作

田

神

事
領

籾

壱

石

宛

、

福

与
村

当

村

へ

隔
年

二
脇

坂

淡

路
守

様

御

代

ニ

モ
下

サ

レ
挟

、
御

料

所

ノ

内
（

下

サ

レ

ズ

挟
　

板

倉

頼
母

様
御

代

ニ

モ
下

サ

レ
来

り

申

シ
候
　

尤

モ

隔

年

二
踊

り

出

シ

申

シ
候

。

（
中

宿

文
書

）

こ

こ

で

記

さ

れ

て

い

る

よ

う

に

、

江

戸

時

代

中

期

の

元

禄

コ

ー
年

二

六
九

九
）

に

な

っ

て

も

、

領

主

か

ら

こ

の

神

事

料

と

し

て

「

籾

一

石

」

ず

っ

い

た

だ

い

て

い

る

。

官

民

一

体

の

お

祭

り

で

あ

っ

た

。

②
　

祭

り

の

巡

路

・

服

装

こ

の

祭

り

は

ど

の

よ

う

に

行

な

わ

れ

て

き

た

の

で

あ

ろ

う

か

。

ま

ず

第

一

に

巡

路

に

つ

い

て

で

あ

る

が

、

大

和

泉

神

社

（
以

前

は

諏

訪
明

神
社

）

の

社

頭

に

、

一

行

が

勢

ぞ

ろ

い

し

、

村

役

人

の

家

々

へ

よ

り

な

が

ら

大

泉

公

園

に

達

し

、

そ

れ

か

ら

長

い

道

中

を

木

下

へ

行

き

、

こ

こ

で

鹿

を

奉

納

し

、

帰

り

に

北

殿

へ

回

わ

っ

て

大

泉

北

殿

宿

の

問

屋

（
大

泉

側

）

へ

寄

っ

て

、

帰

宅

す

る

こ

と

に

な

っ

て

い

た

。

そ

の

問

屋

へ

寄

る

こ

と

を

省

い

た

た

め

に

お

こ

っ

た

事

件

か

ら

天

和

元

年

（

一

六

八

一
）

の

「

鹿

踊

り

定

め

」

が

で

き

た

。

こ

の

定

め

で

先

規

の

通

り

と

あ

る

こ

と

は

、

帰

路

を

北

殿

に

と

リ

問

屋

へ

よ

る

こ

と

や

服

装

の

こ

と

警

固

に

出

る

も

の

の

こ

と

な

ど

で

、

以

前

か

ら

こ

の

よ

う

に

行

わ

れ

て

い

た

こ

と

が

わ

か

る

。

鹿

踊

り
定

メ

ー
、

先

規

ヨ
リ

川

東

卜
各

年

鹿

踊

り
祭

社

警

固

ノ
事
　

問

屋

年

寄
（

上

下

其

外
（

羽

織

袴

（
大
泉
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
御
作
田
宮
）

ニ
テ

警

固

致

シ
明

神

ニ
テ

相

イ

揃

イ

年

寄

ノ
家

々

へ
寄

り
木

下

村

明

神

へ
参

詣

致

シ
帰

リ

ニ
問

屋

へ
相

寄

り
神

事
相

済

シ

候
処

一
両

年

狼
リ

ニ
相

成

り
候

間

此

ノ
度

相

改

メ
支

度

等

マ
デ

先

規

ノ
通

り
相

守

り

申

ス

ベ

ク
挟

且

ツ
ひ

く

わ
ん

ノ
者

警

固

二
出

候

事

相

成

り

申

サ

ズ

候
定

メ

立

テ
置

キ
候

右

ノ
通

り
急

度

相

勤

メ
サ

ス

ペ

ク

ー
統

連

印

致

シ
置

キ
候

已

上

天

和

元

作

六
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問

屋
　

吉

丘（

衛

⑩

年

寄
　

茂
左
衛
門

⑩

同

断
　
半

左
衛
門

跡

祖
頭
　

与
次
兵
衛

⑩

（
二
一
名
印
略
）

（
中
宿
文
書
）

次

に

こ

の
規

定

か
ら

Ｉ
〇

〇

年

ほ

ど
後

に

な

っ
て

、

服

装

の
こ

と

で

村

内

に

問

題

が
起

こ

っ

た
・

い

つ
し

か
時

代

が

た

っ
て
ヽ

村

役

人

は
。
微

七
に

帯

刀

と

い
う

い

で

た
ち

で

な

く
な

っ

た
時

も

あ

っ

た

の

か
、

一
般

村

民

は
こ

の
村

役

人

の
帯
刀

は

先

例

を
破

っ

た
も

の
で

あ

り
、

そ

れ

を
改

め
な

け

れ
ば

鹿

踊

り

の
警

固

を

勤

め
な

い
と

申

し

入

れ

た

。
飯

島

の
役

所

で

は

そ

れ

を
宮

元

で

あ

る
木
下

村

へ
尋

ね

た

。

木

下

村

の
申

し

上

げ

た

こ
と

は
、

大

泉

村

の
村

役

人

は
大

小

を

帯

し

て

来

る
が

、

囚
人

の
と

き
も

二

人

、

三

人

の
と

き

も

あ

り
ま

た

一
人

の
と

き

も

あ

る
と

「

御

尋

ネ

ユ
付

キ
申

シ
上

ゲ

奉

り
候

」

で

返

答

し

て

い

る

。

そ

こ
で

木

下

村

、

三

日

町

村

、

飯

島

郷

宿

の
年

寄

が

仲

介

に

入

っ
て

、

村

役

人

四

人

の

う

ち

二
人

だ

け

が
帯

刀

す

る

こ
と

で

次

の

よ

う
に

和

談

が

成

立
し

た

。

取

り

朧

済
口
証

文
ノ
事

一
、
大
泉
村
年
寄
四
人
願
イ
上
ゲ
侠
（

箕
輪
領
鹿
踊

り
警
固
ノ
義
（

先
年

ヨ
リ
村
役
人
共

帯
刀

ニ
テ
警
固
仕

リ
：
：
：

村
役

人
大
小
ヲ
帯

シ
候
義
（

卯
年
新
規

二
相
始

マ
リ
先
例
ヲ
破

り
候
処
常

二
右
鉢

ノ
大
小

ヲ
帯

シ
候
テ
（

鹿
踊

り
警
固

ノ
小
前
一
同
相
勤

メ
申

ス
間
敷

キ
段
之
ヲ
申

シ
立
テ
候

…
…
双
方

へ
異
見
差

シ
熟
談
内
済
仕

り
侯
趣
左

二
申

シ
上
ゲ
奉

り
候

村
役

人
四

人
問
屋
共

二
右

ノ
内
弐
人
宛
大
小
ヲ
帯

シ
内
壱
人
（

当
役
其
外
鹿
踊
り
警
固
迄

先
例
通

り
肌
守

ア
少

シ
モ
差

シ
支

工
無

ク
実
意
相
勤

メ
申

ス
ペ
キ
段
双
方
得
心
相
定

メ
侯

処
相
違
御
座
ナ

ク
侠
…

…

寛
政

九
丁
已
年

七
月

（
『
木
下

神
社
文
書
』
）

大
泉
村
役
人
と
小
前
総
代
と
が
夫
々
四
人
ず
つ
、
そ
れ
に

曖

人
と
し
て
五
名
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第５節　中世 の文化

が
連
印
し
て
い
る
。

㈲
　

鹿
踊
り
の
原

型

箕
輪
郷
の
総
社
で
あ
る
箕
輪
南
宮
神
社
は
、
祭
神
建
御
名
方
刀
美
神
、
八
坂
刀

売
神
で
、
諏
訪
神
社
で
あ
る
。
そ
こ
へ
奉
納
す
る
鹿
祭
り
は
諏
訪
明
神
へ
の
神
事

で
あ
る
か
ら
、
諏
訪
上
社
下
社
の
神
事
と
符
合
す
る
も
の
か
お
る
。
こ
れ
は
鹿
祭

り
の
原
型
が
諏
訪
上
社
の
祭
礼
に
あ
っ
た
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
。

ア
　
鹿
頭
奉
納
七
五

古
代
の
信
仰
に
お
い
て
鹿
が
大
切

ｱ]J/
J
j 三 才ﾚ 万 ：jj　 ヤjl=y

こ11 1 :j
宍
万
丿 万1:1 ;j 

で

図2-28　御頭祭の十間廊の供へ物

で
あ

っ
た
こ
と
は
、
「
御
射
山
祭

り
」

の
饗
膳
に
鹿
が
欠
か
せ
な

い
こ
と
か

ら
も
察
せ
ら
れ
る
。
鹿
は
神
へ

の
お

供
え
物

の
い
け
に
え
で
あ
る
が
、
神

そ

の
も

の
が
雌
鹿
で

あ

っ
た

（
御
社

宮
司
）
と

い
う
こ

と
も

あ
っ
て
、

祭

り
に

は
な
く
て
な

ら
な
い
大
切

な
も

の
で

あ
っ
た
。

こ
の
大
切

な
必
要
欠

く
こ
と
の
で

き
な

い
鹿
を
、
し
か
も
七
五
も
の
鹿

頭

（
行
列
）
を
奉

納
す
る
と

い

う

の

は
、
諏
訪
上
社

の
御
頭
祭
に
図
2
1

2
8の
よ
う
に
十
間
廊
に
七
五
頭

の
い

け
に
え

を
奉
納
す

る
神
事
と

ぴ
た
り

と
符
号

す
る
。
鹿
踊

り
の
原
型

は
こ

こ
に

あ
っ
た
と

い
う
こ
と
が
で

き
る

の
で
は
な
い
か
。

イ
　

御

作

田

神
事

（
祭
日
六
月
二

七
日
）

南

宮

神

社

は
往

古

一

の
宮

に

あ

っ
て

御

作

田

大

明

神

と

も

い

わ

れ
て

い

た

。
祭

日

は
古

来

旧

暦

の

六
月

二

七
日

で

あ

っ

た

。

こ

れ

は

諏
訪

上

社

の

一
年

四

度

の
御

狩

神

事

の
第

二
番

目

の
夏

祭

り

「
御

作

田

狩

り
押

し

立

て

神
事

」

の
祭

日

と
同

じ

日

で

あ

る

。

こ

の
祭

り

は

五

月

会

と
同

じ

次
第

で

な

か

な

か

の
祭

事

で

あ

っ

た

。

鹿

祭

り

は

こ

の
御

作
田

の

神

事

の

日

に

、
御

作
田

神

事

の

一

環

と

し

て
行

な

わ

れ

た

。

御

作
田

祭

に

捧

げ

奉

る

山

の

幸

を

獲

ん

と

し

て
御

狩

が
行

な

わ

れ

た

よ

う

で

あ

る

が

、

こ

の

鹿

頭

祭

の

鹿

頭

は

そ

の

山

の

幸

の
代

わ

り

と

も

み

ら

れ

る

。

御

作

田

祭

り

は
下

社

の

行

事

で

、

六

月
晦

日

に

御

作
田

社

で
田

植

え

が
行

な

わ

れ

、
続

い

て

七
月

一
日

に

遷

座

祭

が
行

な

わ

れ

る

。
こ

れ

は
正

月

一

日

に

秋

宮

か

ら

春

宮

に

遷

座

し

て

い

た
神

が

、

そ

の
春

宮

か

ら

秋
宮

に
遷

座

す

る
祭

り

で

あ

る

。

遷

座

祭

の

と

き

、

お

舟

薬

舟
）
が
有

名

で

「

お

舟
祭

り
」

と

も
呼

ば

れ

て

い
る

。

箕

輪

南

宮

神

社

に

も

こ

れ
を

小

型

に

し

た

よ

う

な

遷

座

が

行

な

わ
れ

て

い
る

。

ウ
　

逆

巡

三
回

鹿

踊

り
と

称

さ

れ

て

き

た

こ

の
神

事

も

、

最

近

は
鹿

頭

祭

と

か
鹿

頭

行

列

と

称

さ

れ

る

よ

う
に

な

っ

て

い

る

。

け

じ

め

は
踊

り

の
要

素

が
多

く

あ

っ

た

だ

ろ

う

に

、

い
つ

し

か
単

な

る
行

列

に

な

っ

て
し

ま

っ

た

。

た

だ

そ

の
行

列

が
社

頭

で

、

左

回

り

に

三
回

回

る

の

が

神

事

で

あ

る

。

こ

れ

は

大

泉

神
社

で

も
大

泉
公

園

で

も

、
木

下

南

宮

神

社

前

で

も
同

じ

で

あ

る

。

こ

れ

は

諏

訪

上

社

の
御
頭

祭

に

お

け

る

神

秘

的

な
行

事

で

あ

る
逆

巡

三
回

と

符

合

す

る

。
例

え

ば

延

宝

七
年
（
一
六
七
九
）
の

「

諏

訪

上

社

社

礼

記

」

に

は

「

神
使

供

奉

の
面

々
逆

巡

三

回

」

と

あ

り
こ

れ

か
ら

湛

神

事

に

出

発

す

る

よ

う

に

記

さ

れ

て

い

る

。

エ
　

御

射

山

神
事

と

の
関

係

…
…
再
考
す

る
に
木
下

の
神
事
に
大
泉
村
福
与
村
よ
り
隔
年
に
獅
子
を
出
し
、
隣
村
よ
り

数
多

の
勢
子

を
出

し
ぬ
。
勢
子
も
古

へ
は
野
猪
頭

な
り
し
よ
し

。
こ

れ
も
御
射
山
神
事

の
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第２章 村 の中 世

遺
れ
る
例
な
る
べ
し
…
…

（
『
蕗
原
拾
葉
』
）

蕗
原
拾
葉
に
は
こ

の
よ
う
に
、
諏
訪
明
神
様

の
大
礼
祭
御
射
山
神
事
と

の
関
係

を

つ
け
て

い
る
。
こ
こ
で
は
鹿
で
な

く
獅
子
と
記
さ

れ
、
警
固
で
な

く
「
勢
子
」

と
な
り
、
狩
猟

の
と
き
鳥
獣
を

か
り
た
て
る
人
を
た
く
さ
ん
隣
村

か
ら

だ
す
こ
と

に
な

っ
て

い
る
。
祭
り

の
何
よ
り

の
供
へ
物
は
鹿
で
あ
り
、
鹿
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
か

っ
た
こ
と
は
す
で
に
の
べ
た
と
お
り
で
あ
る

。

二
　

八

幡

信

仰

諏
訪
信
仰
の
ほ
か
に
、
八
幡
信
仰
も
表
２
－

９
の
よ
う
に
郡
内
で
三
四
％
と
多

か
っ
か
。
八
幡
宮
は
源
氏
の
軍
神
で
あ
っ
た
の
で
、
鎌
倉
時
代
以
降
尊
崇
さ
れ
て

き
た
。
殿
村
八
幡
宮
は
古
社
で
格
式
の
高
い
神
社
で
あ
っ
た
。

「
頗
ル
古
社
卜
雖
モ
其
ノ
草
創
ヲ
詳
ニ
セ
ズ
」
と
、
明
治

八
年
の
「
村
誌
」

は
、

い
っ
て

い
る
。
本
村
の
神
社
は

い
ず
れ
も
、
そ
の
草
創
を
詳

か
に
し
な

い
の

で
あ
る
が
、
こ
の
神
社
に
は
社
伝
が
あ
る
。

社

伝
の
詳
し
い
こ
と
は
『
上
巻
宗
教
編
』

に
ゆ
ず
る
が
、
こ
の
八
幡
宮
も
源
氏

の
守
護

神
で
あ
る
の
で
、
鎌

會
時
代
以

後
ず
う
っ
と
尊
崇
さ
れ
て
き
た
。
伊

那
源

氏

か
ら
、
信
濃
守
護
小
笠
原
氏
（
甲
斐
源
氏
）
へ
と
、
神
田

を
寄
進
さ
れ
た
り
、
神

域

を
広
め
た
り
、
祭
祀

を
盛
ん
に
さ
れ
た
り
し
て
き
た
。

南
北
朝
時
代
に
お
よ
び
、
信
濃
守
護
小
笠
原
貞
宗
は
、
特
に
神
域
を
拡
め
祭
祀

を
盛

ん
に
し

た
。

箕
輪
六
郷
の
主
と
な

っ
た
藤
沢
行
親
の
子
孫
は
累
代
崇
敬
が
厚

く
、
頼
親

の
時

に
は
武
器

を
奉

納
し
た
り
社
殿
の
修
理
も
行

な
っ
た
。

天

文
二
三
年
（
一
五
五
四
）
武
ｍ

信
玄
（
甲
斐
源
氏
）
は
伊

那
郡
を
攻

略

し
、
そ

の
戦

功
に
感
謝
し
て
、
殿

村
八
幡
宮
に
七
貫
二
〇
〇

文
の
土
地
（
約
二
町
四
反
）
を

奉
納
し

た
。

天

正

一

一
年

（
一
五
凸

二
）

八
月

木

曽

義

昌

（
源
氏
）

は
伊

那
郡

に

侵

入

し

一
時

箕

輪

の
地

を
領

有

し

た

が
、

そ

の
臣

山
村

七
郎

右

衛

門

を
し

て

五
貫

文

（
約

一
町

七
反
）

を

、
寄

進

し

後

に

更

に

一
貫

文

を

寄

進

さ

せ

て

い
る

。

次

に

小

笠
原

秀

政

の

修

造

が

あ

っ

た

。

小

笠
原

秀
政
年
譜

慶
長
十
九
年
十
二
月
二
十
四
日

是
ノ
年
公
伊
那
郡
箕
輪
ノ
庄
殿
村
八
幡
宮
ノ
社
頭
修
造
ノ
発
起
有
り
乃
チ
修
造
ノ
奉
行
ヲ

ニ
木
彦
兵
衛
政
実
、
二
木
市
右
衛
門
宗
久
、
社
奉
行
遠
藤
本
斎
可

等

二
是
ヲ
命
ジ
給
ウ

（
『
信
濃
史
料
』
）

こ

の

よ

う

に

、

殿

村

八

幡

宮

は

そ

の

草

創

は

わ

か

ら

な

い
が

、
代

々

の

源

氏

系

の

領

主

か

ら

、

た

い
へ

ん

な

保
護

を

う

け

尊

崇

さ

れ

て

き

た

の

で

あ

る

。

な

お

、
小

笠
原

秀

政

の
命

令

に

よ

っ

て

修

造

さ

れ

た

こ

の
社

は
、

そ

の

後

宝
殿

が
火

災

に

か

か

っ

て

焼
失

し

て

し

ま

っ

た

の

で
棟

札

が

な

く

な

っ

て
し

ま

っ

た

。

そ

こ

で
明

治

二

三
年

に

小

笠
原

家

か

ら
棟

札

の
写

し

を
求

め

て

そ

れ

が
残

さ

れ

て

い

る

。

明

暦

二
年

（

二
（

五
六
）

の
棟

札

の
写

し

に

よ

る

と

、

さ

き

の
小

笠

原

氏

に

続

い

て
、

脇

坂

中

務

少

輔

が
時

の
領

主

に

な

り

八
幡

宮

の
拝

殿

を
修

復

し

て

い

る

。

そ

の
時

官

民

一
体

に

な

っ
て

再

興

に

従

事

し

た
様

子

が

記

さ

れ
て

い

る

の

で

あ

る

。社

地

の
面

積

は

二

万

七

七

九

〇

坪

も

あ

っ
た

が

、
明

治

四

年

に

県

庁

で

朱
引

内

を
東

西

三

三

間

余
南

北

二

五
間

余

の
面

積

一
〇

四

八
坪

と
縮

少

し

て
し

ま

っ

た

。

明

治

八
年

に

願

い
で

て

よ

う
や

く
、

東

西

一

一
〇

間

南

北

六

一
関

余

面

積

六

七

七

六

坪

と

な

っ

た
が

、

そ

の
他

の

一
万

四

二

三

三

坪

は
官

有

地

と

な

っ

た

。

こ

れ

だ

け

の
社

地

を

も

ち

歴

代

の
領

主

に

尊

崇

さ

れ

た

こ

の
八

幡

宮

に

は

、

箕

輪

郷

を

代

表

し

た

朱

印

状

が

あ

る

。

慶

長

六
年

（
一
六
〇

一
）

は
関

か

原

の

戦

の
終

わ

っ

た

翌

年

で

あ

る

が
、

こ

の

j 釦



第５節　中世 の文化

年

飯
田
城

主
小
笠
原

氏
の
臣

朝
日
受
永
は
、
伊

那
郡
の
各
地
に
寺
社
頷
を
寄
進
し

た
。
こ
の
受
永
状
は
後
に
幕
府
に
申
請
し
て
「
朱
印
状
」
に
書
き
替
え
て
渡
さ
れ

』

だ
。
最
初
は
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
将
軍
家
光

の
時
に
書
き
替
え

ら

れ
、

爾
後

代
替
り
ご
と
に
書
き
替
え
に
な

っ
た
が
、
万
延
元
年
（
一
八
六
口

を

最

後

に
九

通
に
な

っ
て

い
る
。
徳
川
家
光

の
朱
印
状
は
次

の
ご
と

く
で
あ

る
。

信
濃
国
伊
那
郡
殿
村
八
幡
宮
領
同
所
の
内
四
石
、
同
郡
三
日
町
村
の
内
六
石
、
松
島
村
の

内
五
斗
、
木
下
村
の
内
三
石
、
大
和
泉
村
の
内
五
斗
、
合
せ
て
拾
四
石
の
事
先
規
に
任
せ

之
を
寄
附
し
詑
ん
ぬ
、
全
く
収
納
す
可
し
井
び
に
社
中
竹
木
諸
役
等
免
除
す
有
り
来
リ
の

如
く
永
く
相
違
有
る
べ
か
ら
ざ
る
者
也

慶
安
二
年
八
月
十
七
日

（
八
幡
社
蔵
）

朱
印
状

は
慶

応
四
年

（
一
八
六
八
）
に

新
政
府

へ
差

し
出

し

た

の

で
、

ど
こ
に

も
写

し
だ
け
し
か
な

い
。
だ
が
、
殿
村

八
幡
宮
に

は
珍
し

く

本
書

が

九
通

全
部

残

っ

て

い

る

。

慶
安
　

二
年

八
月

一
七
日

図2-29　 殿村八幡宮14 石の朱印状

三
代
　

家

光

貞
享
　

二
年

六
月
一
一
目

五
代
　

綱

吉

享
保
　

三
年
七
月
一
一
目

八
代
　

吉
宗

延
享
　

四
年
八
月
一
一
目

九
代
　

家
重

宝
暦

コ

ー年
八
月
一
一
日一

〇
代
　

家
治

天
明
　

八
年
九
月
一
一
寸

一
代
　

家
斉

天

保
一
〇
年
九
月
一
一

づ
二
代
　

家
慶

安
政
　

二
年

九
月
一

一
づ

二
代
　

家
定

万
延
　
元
年
九
月
一
一
日
　
一
四
代
　
家
茂

朱
印
状
と
い
う
の
は
将
軍
の
朱
印
を
お
し
た
文
書
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
所
有
権

を
認
め
ら
れ
た
土
地
は
、
検
地
の
と
き
に
縄
入
れ
が
な
い
。
こ
れ
ら
の
土
地
の
収

穫
は
神
主
の
収
入
と
な
る
か
、
ま
た
は
神
社
の
維
持
や
祭
祀
の
料
と
さ
れ
た
。

こ
の
朱
印
状
に
よ
っ
て
も
、
殿
村
八
幡
宮
が
中
世
末
か
ら
近
世
に
か
け
て
相
当

の
社
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

神
子
柴
の
神
社
も
「
八
幡
社
白
山
社
合
殿
」
で
あ
り
、
同
じ
く
八
幡
信
仰
の
地

で
あ
る
。三

　

熊

野

信
仰

・
津

島

信
仰

Ｈ

能一
野

信

仰

明
治
九
年
の
村
誌
に
は
熊
野
社
が
二
社
記
さ
れ
て

い
る
。

田
熊
野
社
　
久
保
、
村
社
、
諾
冊
二
神
大
己
貴
神
を
祀
る

祭
日
九
月
二
三
日
　
社
地
三
五
間
×
二
〇
間

㈲
高
根
社
　
大
泉
　
村
社
　
伊
諾
冊
命
　
連
玉
雄
命
　
事
解
男
命

祭
日
十
一
月
一
日
　
社
地
九
間
×
九
間
二
尺

い
ず

れ
も
草
創
不
明
と
な

っ
て

い
る
が
、

お
そ
ら

く
中
世
（
鎌
倉
時
代
以
降
）
の

も

の
で
あ

る
う
と
思

わ
れ
る
。
熊
野
信
仰

の
修
験
者
等
に

よ
っ
て
建

て
ら

れ
、
村

の
鎮
守
と

な
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

明
治
二
六
年
、
久
保

の
熊
野
権
現
社

は
北
方

へ
約
一
〇
〇
ｍ

の
所
に

あ
る
神
明

宮
に
、
合
祀

さ
れ
た
。
字
「

く
ま
ん
ど
う
」

の
名
が
そ

の
跡
に
残

っ
て
い
る
。
ま

た
大
泉

の
高
根
社

は
、
明
治
四
〇
年
に
諏

訪
大
明
神
に
合
祀

さ
れ
、
大
和
泉

神
社

と

な
っ
た
。
跡
に

は
「
熊
野
三
社
遺
跡
」

の
碑

が
建

て
て
あ
る
。
熊
野
三
社

は
、

新
宮
（
速
玉
男
愈

、
本

宮
（
伊
邪
那
美
命
）
、
那
智
宮
（
事
解
男
命
）
の
こ
と
と
さ
れ

て

い
る
。
こ
う
し
た
熊
野
三
社

は
軽
井

沢
ほ
か
各
地
に
あ
る
。

凶
‥

津

島

信

仰

j 討
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大

泉

区

に

つ

い
て

珍

し

い
記

録

が

残

っ
て

い
る

。

こ

れ

は
お

そ

ら

く

南

箕

輪

の

庶

民

史

の
中

で

一
番

古

い
も

の
で

は
な

い

か
と

思

わ

れ
る

。

と
り

の
と
し
、
慶
長
十
四
年
十
二
月
七
日

一
、
し

な
の
国
上
伊
那
み

の
わ
の
大

い
ず
み
村
衆
廿
二
人
御
参
宮
に
候
。

お

り
べ
殿
、
孫
三
郎
殿
、
善

七
郎
殿
、
し
ゆ

か
く
殿
、
平
右
衛
門
殿
、
宗

七
殿
、
九

郎
右
衛
門
殿
、
せ

い
え
も

ん
殿
、

孫
右
衛
門
殿
、

助

七
殿
、

小
吉
殿
、

与
左
衛
門

殿
、
お

か
な
殿
、
久
蔵
殿
、
孫
三
郎
殿
、
藤
左
衛
門
殿
、
五
郎
右
衛
門
殿
、
甚
三
郎

殿

、
平

左
衛
門
殿
、

七
郎
右
衛
門
殿
、
宗
右
衛
門
殿
、
小
三
郎
殿

（『
津
島
神
社
文
書
』
）

こ

の
津

島

神

社

文

書

と

は
、

愛

知

県

津

島

神

社

所

蔵

の
文

書

で

そ

の
表

紙

に

は

次

の

よ
う

に

記

さ

れ

て

い

る

。

つ
ち

の
へ

大
吉
御
檀
那
帳

さ

る

慶
長
拾
参
年

正
月
　

六
目

慶
長
一
三
年
（
一
六
〇
八
）
と

い
え
ば
、
春
日
街
道
が
竣
工
し

た
と
称

せ

ら

れ

て

い
る
年
で
あ
る
。
そ

の
翌
年
正
月
に
大
泉

の
衆
が
大
挙
し
て
二
二
人
も
尾
張

の

津
島
神
社

へ
参
詣
し
て

い
る
の
は
、

た
だ
ご
と
で
は
な

い
。
何

か
が

あ
っ
た
に

ち

が

い
な

い
が
、
今

の
と
こ

ろ
定

か
で

は
な

い
。
（
疫
病
か
）

関
ケ
原
戦
後

の
ど
さ
く
さ
の
中
で
、
江
戸
時
代

の
初
期
と

い
っ
て
も
、

ま
だ
当

時
は
中
世
の
名
残
り
の
多

い
時
代
で
あ
る
。
中
世

の
農
民
は
、
こ

の
よ

う
に
大
挙

し
て
大
旅
行
を
な
し
う

る
自
由
さ
と
信
仰
心

を
も

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

津
島
神
社
は
調
べ
て
み

る
と
愛
知
県
海
部
郡
津
島
町
に

あ

る
大

社
で
、
「
延
喜

式
」

の
式
内
社
で
は
な

い
が
、
平
安
末

の

コ

ー世
紀
後
半

か
ら

有
力

な

神
社

で

あ

っ
た

。
織
田

、
豊
臣

の
保
護

を
う
け
、
江
戸
時
代
に
は
朱
印
地

コ

ー九
三
石
を
与

え
ら
れ
て

い
た
大
社
で
あ

っ
た
。
も
と
は
牛
頭
（
ご
ず
）
天
王
社
と
よ

ば

れ
、
主

神
は
建
速
須
佐
之
男
命
で
、
明
ら
か
に
祇
園
系
統
の
神
で
あ
り
、
そ
の
盛
大
な
津

島
祭
は
祇
園
祭
の
地
方
版
と
ま
で
い
わ
れ
て
い
た
。
社
殿
は
豪
荘
な
初
期
桃
山
建

築
と
し
て
名
高
く
、
疫
病
送
り
の
形
の
祭
が
徹
夜
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
祇
園
信
仰
に
も
諸
説
あ
る
が
、
本
来
は
疫
病
神
で
あ
り
、
か
ね
て
か
ら
信

図2-30　 津島神社と文書
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仰
者
に
疫

を
ま
ぬ
が
れ
さ
せ

る
力

を
も

っ
て
い
た
。
京
都

の
一
番
賑
や

か
な
祭
り

で
庖
療
等

の
流
行
病

を
防
ぐ
ば

か
り
で

な

く
、
農
業
（
稲
）
の
病
虫
害
も
防

い
で

く
れ
る
と

い
う

の
で
農
村
に
も
信
仰
が
広
ま

っ
た
。
お
祭
り
は
六
月
十
五
日
で
、

丁

度
入
梅
に
よ
る
諸
病
流
行

の
き

ざ
し

の
見
え
る
こ
ろ
に
行

な
わ
れ
た

の
も
こ
れ

に
よ

る
の
で

あ
ろ
う
か
。

南
箕
輪
村

の
中
で
大
泉
に
も
久
保
に
も
祝
殿

の
中

に
「
注
連
牛
王
」
が
見

ら
れ

る

。
こ

の
二
二
人

の
大
挙
参
拝

の
こ
と
は
、
大
泉

の
祝
殿
と

関
係

が

あ
っ
た

の

で
あ
ろ
う

か
・

ま

た
久
保

の
祝
殿
が
天
文
三
年
（
一
五
三
四
）
に

で

き

た
記

録
が

残

っ
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
や
は
り
疫
病
除
け
に
な

っ
て

い
る
。

ご
　
祝
　
殿
　
　
　
　
　
坪
数
八
十
五
坪

天
小
児
ノ
命

主
馬
牛
王
神
社

天
文
三
甲
午
十
月
十
四
日
建

諸
国
病
ま
い
大
に
は
や
る
時
、
鬼
門
除
地
へ
祭
る
。

神
主
　
　
宮
島
式
部
正

（『
河
内
屋
文
書
』
）

囚
　

口
碑

に
よ

る

中

世

の

古

跡

明

治
九
年

の
「
村
誌
」
に

は
、

そ
の
当
時

の
口

碑
に

よ
る
古
跡

が
記

さ
れ
て
い

る
。
近
世
以

前
と
思

わ
れ
る
も
の
を
次
に
記

す
。

１
　

天
皇
（
陵
墓
）－

（
久
保
）

本

村
久
保
耕

地
の
北

々
西
に

あ
り
、
東
西

一
五
間
、
南
北
一

八
開
、
字
し

て
天

皇
と

い
う

。地
塚
で
封

の
形

（
盛
り
土
か
）
を
し

て

い

る

。周
囲

は
古

は
皆
林

だ
っ

た
と

い
う
が
、
後
に
畑
と
な
し
、

天

保
年
間

（
一
八
三
〇
～
四
四
）

に

田

と
な
し

た
。
そ
の
と
き
に
素
焼

の
陶
器

が
若
干
で

た
。
皆

手
作

り
で
真
に
古

の
形

を
見

る

に
足

り
た
。
陵
墓

の
献
饌

の
甕
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
天

皇
と
い
う
が
何
天

皇
で

あ
る
か
知

る
者

が
な

い
。
（
村
誌
）

こ

の
天
皇

の
北
端
（
木
下
分
）
に
「
真
言
宗
本
寺
和
州
多
峰
護
国

院
天

王
寺
」
が

あ
っ
た
と
、
天
和
二
年
（

二
（
八
二
）
の
明
細
帳
に

見

え

る
。
こ
の
天
王
寺
は
建

武
年
間
（

⊇
一
三
四
～
一
三

二
六
）
の
創
建
で
、

江
戸
時
代
に
河
南
村
の
竜
勝
寺
か

ら
僧
が
来
て
住
職
と
な
り
、
そ

の
時
か
ら
曹
洞
宗
に
改
宗
さ
れ
た
が
、
や
が
て
廃

寺
と
な

っ
た
。
（
境
内
の
墓
地
に
は
四
基
の
住
職
の
墓
標
が
残
さ
れ
て
い
る
）
こ
こ

の
寺

跡
の
南
側
に
現
養
泰
寺
境
内
が
隣
接
し
、
北
側
の
中
曽
根
に
通
ず
る
道
路
は
「
鳳

輦
路
」
（
鳳
輦
は
天
子
の
乗
る
車
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

ま

た
、
こ

の
天
皇

の
北
西
（
箕
輪
町
）
に
は
「
后
が
丘
」
「
后
ガ
洞
」

と
称
せ
ら

れ
る
地
か
お
る
。
箕
輪
坂
は
こ
の
天

皇
の
中
央
の
小
さ
な
谷
間

を
西

に
の
ぼ
っ
て

い
く
が
、
こ
の
両

側
の
台
地
を
結
ん
だ
あ
た
り
に
「
欄
干

橋
」
が
あ
っ
た
と
伝
え

ら
れ
て

い
る
。
こ
の
地
か
ら
南
西

の
北

沢
に
ぬ
け
る
と
こ
ろ
に
沢
地
か
お
り
「
尾

戸
」
と
呼
ば
れ
て

い
る
。

こ
れ
ら
の
字
名
か
ら
朝

廷
の
直
轄
荘

園
で
あ
っ
た
ら
し
く
も
推
測

さ
れ
る
が
、

確
か
な
記
録

も
遺
物
も
見
当

た
ら
な
い
。
昭
和

初
期

の
「
南
箕
輪
耕
地
図
」
に

は

「
天

皇
」
と
記

さ
れ
て
い
る
が
、
箕
輪
町

の
地
籍
名
に

は
「
天
王
」

と
記

さ
れ
て

い
る
。

と
に

か
く
こ
の
地

は
、
明
治

初
年
に

は
「
天

皇
」

の
名

か
ら
く
る

印

象

ど

お

り
、

陵

墓
（
皇
室
関
係
の
み
さ
さ
ぎ
）
と
関
係

が
あ
っ
た
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。

２
　

郷
士

が
窪
（
塩
ノ
井
）

中
込
城

の
南

側
、
栃

が
洞

の
深

い
沢

を
の
ぼ
り
つ
め
る
と
中
込
台
地

と
、
南
側

の
天

伯
台
地
が
緩
傾
斜
で
結
ば
れ
る
窪

地
が
あ
る
。
こ
こ
を
「
郷
士

が
窪
」
と
呼

ん
で
い
る
。
こ
こ
は
中
込
城

の
大

手
と
は
地
続

き
で
、
現
在

は
山
林

と
な
っ
て
い

る
。郷

士
と
は
武
士
で
あ
り
な
が
ら
農
村

に
居

住
し
て
長
業

を
い
と
な
ん
だ
が
。
倣
い

の
こ
と
で
あ
る
。
伝
承
も
史
資
料
等
何
一
つ
現

存
し
な
い
が
、
中

込
城

に
関

わ
る

jお
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侍

屋

敷

で

も

あ

っ
た

の
で

あ

ろ

う

か

。

西

天

の
開

田

、

中

込

の

宅

地

造

成

な

ど

で

地

形

が

一

変

し

て

し

ま

っ
て

い
る

。

３
　

猪

の

子

芝

（
南
殿
）

大

泉

川

の
越

場

橋

を

渡

っ

て

西

南

の

高

台

か

ら

春

日

街

道

一

帯

を

「

猪

の
子

芝

」

と

呼

ん
で

い
る

。

往

昔

こ

こ

に

猪

な

ど

が

群

棲

し

て

い
た

と

い

わ
れ

、

そ

の

地

を

猪

の
子

芝

と

よ

ん

で

き

た
と

い
う

の
で

あ

る
。

い
ま

は

西

天

の
水

田

地

帯

と

な

っ
て

い
て

、

そ

の
お

も

か
げ

も

な

い
が

、

明

治

初

年

に

は

畑

と

な

っ
て

い
た

。

猪

の
子
芝
・
本
村
南
殿
耕
地

の
西
南
五
町
ば
か
り

の
…
…
ふっ
畑
と
な
り
た
り
。
往
昔
猪
鹿

群
集
、
常
に
此
地
を
占
め
て
、
児
を
乳
養
し
甚
だ
民
害
を
な
せ
り
。
健
御
名
方
命
之
を
駆

り
攘
き
た
り
と

い
う
。
此

の
事
命
御
狩

の
条
に
詳
な
り

（
『
長
野
県
町
村
誌
』
）

４
　

五
　

輪
　

塔

（
神
子
柴
）

神

子

柴

北

西

の
段

丘

上

に

あ

る
「

古

城

」

の
近

く

に

は
五

輪

塔

と

称

せ

ら

れ

る

素

朴

な

三

基

の
碑

石

が

た

っ

て

い

る
。

里

人

の
言

い
伝

え

に

よ

る
と

、

文

明

年

間

（
一
四
六
九
～

八
六
）
に

古

城

に

居

住

し

て

い

た
箕

輪

氏

の
墓

で

あ

る
と

い

う

。

本
村

神
子
柴
耕
地
戌

の
方

、
古
城
百
歩
外

の
地
に

あ
り
。
五
輪

の
碑
石
三
塔

を
建

つ
。
里

老
伝
え
て
箕
輪
義
建
（
左
衛
門
）
義
俊
（
小
太
郎
）
義

嶺
（
刑

部
）

の
墳
墓

と
す
。

（
『
長

野
県
町
村
誌
』
）

里

老

の
伝

え

で

あ

る

か
ら

確

か
な

こ
と

は

わ

か

ら

な

い

が
、

箕

輪

氏

は

『
伊

那

温

知

集

』

に

よ

れ
ば

木

下

の
箕

輪

城

に

住

し

て

い

て
、

福

与

城

主
藤

沢

頼

親

の

養

子

左

衛

門

尉

義

雄

か
ら

箕

輪

を

氏

号

と

し

た
と

な

っ

て

い

る

。

そ

の
箕

輪

氏

の
系

譜

は
次

の

よ

う
に

記

さ

れ

て

い
る

。

合

印
が
五
輪

塔
墓
）

一
〇
代
　
　
　
　

六
代

清

和

天

皇

…

…

源

義

仲

…

…

木

曽

又

太

郎

１

木

曽

太

郎

義

親
－

高

遠

義

信
－

（
源
家
村
Ｊ
　
　
　
　
（
高
遠
と
号
す
）
　
　
　
（
箕

輪
家
元

祖
）

○
　
　
　

○
　
　
　

○

１

義

房
－

義

雄
－

義

建
－

義

俊

１

義

嶺

Ｉ

某

Ｉ

義

里
－

義

久

―

義

成

ま

た
『
信
濃
勤
王
史
孜
』
に

は
宗
良
親
王

の
墓
所

だ
と

い
う
説
も

あ
る
と
記

さ

れ

て

い

る

。

い
ず

れ
も

は

っ
き

り

し

た
こ

と

は

わ
か

ら

な

い
。

５
　

権
　

理
　

塚

（
大
泉
）

西
天

竜

記

念

碑

の
南

一

帯

を

権

理

塚

と
呼

ぶ

。
今

は

見
渡

す
限

り

の

水
田

に

な

っ
て

い

る
が

、

明

治

初

年

に

は

こ

こ

に

五

輪

塔

が

三

基

あ

っ
た

と

し

て

、

次

の

よ

う

に

記

さ

れ
て

い

る

。

権
理
塚
、
本
村
久
保
耕
地
戌
の
方
字
北

原
に
あ
り
、
石

碑
五
輪

塔
に
て
三
体

あ
り
、
萄
苔

石
を
蒸
し
、
或
は
磨
滅
し
て
文
字
詳
か
な
ら
ず
。
実
に
古

代
の
墓
標
と
云
う
可

し
。

（
『
長

野
県

町
村
誌
』
）

こ

の
五

輪

塔

は
昭

和

の
は

じ
め

西
天

竜

開
田

の

さ

い
、

塚

は

く

ず

さ

れ

塔

も
四

散

し

た
が

、

一
基

は
大

泉

勝

光

寺

に

、

一

部

は

永
井

家

の

や

し

き
西

北

隅

へ

移

さ

れ

た

。

こ

の
五

輪

塔

も

そ

の
由

来

は

わ

か
ら

な

い
。

一

説

に

は

箕

輪
城

が

武
田

に

攻

め

ら

れ
て

落

城

し

た
さ

い

の
落

人

た

ち

を

葬

っ
た

と

こ

ろ

で

あ

る

と

い

わ
れ

て

も

い

る

。

図2-31　 勝光寺の五輪塔

権理塚 から移した もの

j 討



第５節　中世の文化

ま

た

、

宝

永

三
年

（
一
七
〇

六
）

こ

ろ

の

一
説

に

は
加

集

杢
之

助

の
家

臣

の
墓

だ

と

い
う

こ

と

に

も

な

っ

て

い
る

。

権

理
塚
囲

の
儀
先

の
御
地
頭
脇
坂
淡

路
守
様
御
家
中
加
集
木
工
之
助

ど
の
伊
予

よ
り
御
召

し
連

れ
成

さ
れ
候
　

若
党

六
十
年
以
前
右
春
日
道
上

の
土
手
を
用

い
逆
修

の
為
に
築

き
た

く
申
し

侯
　
此

の
も

の
後
に
権
理
と
申
し
候
　

以
上
　
　

氷

水
三
年
戌

八
月
十

六
日

権

理
若
党
名
五
兵
衛

後
に

庄
左
衛
門

と
申
し
候

（
中
宿
文
書
）

こ

れ
に

よ

る

と

逆

修

（
生
前
に
自
分

の
仏
事
を
な
す
こ
と
）
と

し

て

五
輪

塔

を

た

て

た

の
が

、

宝

永

三

年

よ

り

六
〇

年

以

前

と

す

れ

ば

正

保

三

年

（

二
（

四

六
）
と

い

う

こ
と

に

な

る

。

６
　

経
　
　
　

塚

久

保

の
西

、

西

天

竜

の
利

沢

千

秋

の
石

碑

の
西

側

地

帯

を

「

経

塚

」

と

い
う

。

こ

の
地

名

の
と

こ

ろ

に

は

、
か

つ

て
経

塚

が

あ

っ

た

。
経

塚

と

書

い
た

り

京

塚

と

書

図2-32　 経塚のあ る地図

○のところが経塚で西 天竜開田前に塚があった

い
た

り

し

て

い
る

が

、
北

殿

に

は

「

石

行

」

か

お

る

。
『
伊

那

市

史

』

に

は
伊

那
市

内

だ

け

で

も

八

か

所

も

経

塚

と

い
う

地

名

が

残

り

、

本

村

に

近

い
月

見

松

遺

跡

に

も

経

塚

が

あ

っ
た

と

さ

れ

て

い
る

。

か

つ

て

は

経

塚

は

か

な

り

多

く

造

ら

れ

、

残

存

地

名

は

ほ

ん

の

一

部

に

す

ぎ

な

い
と

い
わ

れ

て

い
る

。

経

塚

は

い

言

」
ろ

造

ら

れ

た

か

、

そ

の

時

期

は
不

明

で

あ

る

が

大

体
中

世

か

ら

近

世

へ

か

け

て

の

時

代

か

と

み

ら

れ

て

い
る

。
経

塚

は
主
と
し
て
「
法
華
経
」
等

の
経
典
類

を
経

筒
に
入

れ
た
り
、

お
経

の
文
字

を
石

に
書

い
た
り
し
て
、

そ
れ
を
土
中
に
埋

め
そ
の
上
に
小

さ
な
塚

を
き
ず
い
た
も

の

で
あ
る
。

経

塚
が
営

ま
れ
た
の
は
末
法
思
想

の
影
響
に
よ

る
も

の
で
、
釈
迦
が
な

く
な

っ

て
、
正
法

か
ら

像
法

を

経

て
、
（
各
一
〇
〇
〇
年
と
し
て
）
永
承
七
年
（
一
〇
五
二
）

に

は
末
法

の
時
代
と

な
る
。
こ

の
末
法

の
時
代

は
仏
法
が
衰
え
て
社
会
に
混
乱
が

お
こ
る
と

い
う
考
え

が
、
平
安
中
期

か
ら
鎌
倉
時
代
に
流
行
し

た
。
そ
し
て
釈
迦

滅
後
五
六
億

七
〇
〇
〇
万
年
経

つ
と
弥
勒
菩
薩
が
こ

の
世
に
現

れ
て
、
釈
迦
に
代

わ
っ
て
衆
生
を
救

っ
て
く

れ
る

か
ら
、
そ
れ
ま
で

の
間
経
典
類
を
埋
納
し
て
守

っ

て

い
こ
う
と
す

る
の
が
、
経
塚
で
あ

る
と
さ

れ
て

い
る
。

経
塚
造
営

の
風

が
伊

那
地
域

に
浸

透
し
て
き
た

の
は

い
つ
ご
ろ
か
ら
か
は

っ
き

り
し
な

い
が
、
お
そ
ら
く
平

安
末
期

か
ら
鎌

會
時
代

に
な

っ
て
て
か
ら
で
あ
る
う

と

い
わ
れ
て

い
る
。
初
め
の
う
ち
は
末
法
思
想
に

よ
る
こ
の
経

塚
造
営

も
、

し
だ

い
に
極
楽

往
生
と
か
現

世
の
利

益
を
願

う
実
利
的

な
も
の
に
変

わ
っ
て

い
っ
た
。

ま
た
追
善
供

養
の
た
め
に
造
営

さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
近
世

ま
で

盛
ん
に
造

ら
れ

た
。７

　

「
梨
子
か
窪
」
御
射
山
社
別

当
寺
の

跡
か
（
第
五
節
一
の
四
３
参
照
）

８
　

「
長
慶

塚
」

＝一
好
長
慶
を
招
魂
（
第
二
節
一
の
Ｏ
参
照
）
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第

_i-（

節
　

中
世

か
ら
近
世

へ

一
　

近

世

へ

の

第

一

歩
ｉ

武

田

支

配

中

世

か

ら

近

世

へ

の

移
行

は
、

応

仁

の
乱

（
一
四

六
七
―
七
七
）

か

ら

全
国

に

ひ

ろ

ま

っ
た

争

乱

に

よ

っ
て

、

方

向

づ

け

ら

れ

た

と

い
わ

れ

て

い
る

。
下

剋

上

の
時

代

が

は

じ

ま

っ
た

の

で

あ

る

。

当

地

方

で

は

、

そ

れ

よ

り

早

く

信

濃

守
護

で

あ

っ

た

小

笠

原

氏

の
分

裂

が

は

じ

ま

り

、

文

明

一

一

年

（
一
四

七
九
）
に

は
伊

那

小

笠

原

氏

も

松

尾

と

鈴

岡

に

分

裂

し

て
争

い
、

諏

訪

上
下

社

も

分

裂

し

て
争

う

と

い

っ

た
状

態

に

な

っ

た

。

一
方

で

は
天

文

コ

ー年

（
一
五
回

二
）
に

は

ポ

ル

ト

ガ

ル
船

が

種

子

島

に

漂

着

し

鉄

砲

を
伝

え

、

そ

れ

か
ら

数

年

後

に

は
ザ

ビ

エ

ル
が

鹿

児

島

に

上

陸

し

キ
リ

ス

ト

教

を
伝

え

て

い

る

。
こ

う

し

て

ヨ

ー

ロ
ッ

パ

人

が

日

本

に

来

航

す

る
こ

と

に

な

っ

た

の
で

あ

る

。

天

文

一
四

年

（
一
五
四
五
）
に

は
武

田

信

玄

（
晴
信
）
が

、

伊

那

に

攻

め

こ

ん
で

き

て

高
遠

城

も
福

与

城

も

お

と

し

て
武

田

氏

の
支

配

が

は

し

ま

っ

た

。
続

い

て
天

文

二

二
年

（
一
五
五
三
）
に

は
下

伊

那

も
武

田

支

配

と

な

り
、

各

村

に

郷

代

官

が

お

か

れ

て
、

村

落

の
支

配

形

態

が
近

世

へ
近

づ

い

た

。
以

後
天

正

一
〇

年

（
一
五

八
二
）

ま

で
、

約

三

〇

年

間

、
伊

那

郡

は

武

田

氏

の

支

配
下

に

あ

っ
た

。

武

田

氏

は

高
遠

、

大

島

、

飯
田

の

三
城

で
伊

那
郡

の

各
地

に

割

拠

し

て

い

る
諸

豪
族

を
統

率

し

た

。

高
遠

城

に

は

秋

山

信

友

を
伊

那

の

郡
代

と

し

て
住

ま

わ

せ

、

飯
田

に

は

跡

部

美

作

守

を

お

い
た

。

信

玄

は

、

そ

む

く

者

は

滅

し

、
従

う

者

に

は

知
行

を
与

え

て

、
旧

族

を
利

用

し

た

。
下

伊

那

ま

で
伊

那

郡

全
域

を

領

有

し

た

と

き

、
殿

村

の

八

幡

宮

に

七

貫

文

（
社
伝
）
、

箕

輪

の
御

射

山
大

社

に

七
貫

二
〇

〇

文

を
寄

進

し

た

。

今
度
下

伊
那
へ
働
の
価
、
神
前
に
願
書
を
納
め
奉
り
候
い
畢

ん
ぬ
。
成

就
の
間

御
神
領

と

し
て
七
貫
二
百

文
の
所
進
献
し
奉

り
侠
。
お
の
お
の
社
人
等
武
運
長
久

の
祈

念
精
誠

を
致

す
べ
き
も

の
な
り
　

働
っ
て
件
の
如
し
。

天
文
廿
三
年
九
月
晦
日

（
箕
輪
町
小
池
文
書
）

こ

う

し

て
信

玄

に

よ

っ

て
伊

那

地

方

は
争

乱

も

し

ず

ま

り

、

近

世

へ

の
第

一

歩

を

ふ

み

だ

し

た

の

で

あ

る

。

こ

の

間

に

当

村

地

域

に

あ

っ
た

小

豪

族

（
有
力
名
古

た

ち

は
、
そ

れ

ぞ
れ

の
城

（
緋
「

に

住

ん

で

い

た

が
、

大

多

数

が
民

間

に

下

っ

て

、

農

民

と

な

っ
た

。
『
長

野

県

町

村

誌

』

に

よ

れ

ば
次

の

よ

う
に

、

武

田

氏

に

滅

ぼ

さ

れ

て
、

民

間

に

く

だ

り
、

子

孫

が
今

に

継

承

す

る

と
記

さ

れ

て

い

る

。

た

だ
、

棚

木

城

主

だ

け

が
信

玄

に
反

抗

し

た

の

で

あ

ろ

う

か

、

没
落

し

て
家

名

を
失

う

と

あ

る

。

棚
木
城

址
（
久
保
）

…
…
武
田
信
玄
打
チ
入
リ

ノ
ト
キ
没
落

シ
テ
家
名

ヲ
失
ウ

倉
田
城
址
（
北
殿
）
…
…
笠
］輪
氏

二
属

ス
…
…
民

間

二
降
り
子
孫
今

二
継
承
ス

天 文14 ，武田 信玄4
5
　
　
5
0

1
5

〇(塩野井湛 神制

60

1567

70

天正10 ，3 月～６月　 毛 利秀頼(織田柏

天正11 ，菅 沼定利(徳川方)

天正17 ，真田 信幸(豊臣方)1 年間 だけ

天正18 ，7 月～毛 利秀頼( 豊臣拍

文 節３，４ 月～京極高知( 豊臣方)

文除元, 沢尻亡紆 となる　　)

窓え ｇ　　　　(　　　　 明暦２年 ま
で64 年間

５
　
　
　
５
　

５
　
　

６

１
　
　
　
１
　

１
　
　

１
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有
賀

の
城
址

（
南
殿
）
…
…
笠
］輪
氏

二
属
ス
…
…
民
間

二
降

り
子
孫
今

二
継
承
ス

旦

戸
氏
館
址

（
田

畑
）
…

…
累

世
箕
輪

氏

二
属
シ
天

文
年
間

滅
亡
シ
テ
後
民
籍

二
帰

ス

高
木
氏

の
宅
址

（
神
子
柴
）
…
…
笠
］輪

氏
二
属

シ
保
科
氏

二
属
ス
…
…
民

籍

二
帰

シ
子

孫

…
今

二
此
地

二
住

ス

大

泉
氏

の
館
址

（
大

泉
）
…
…
笠
］輪

氏
二
属

シ
主
家
亡
ビ
テ
民
籍

二
降
ル

（『
長
野
村
県
町
誌
』
）

二
　

目

塞

ぐ

る

し

し

支

配

者

の

交

替

Ｈ
　

信

長

支

配

（
二
か

月
）

天

正

一
〇

年

二

五

八
二
）
、
織

田

氏

は
信

忠

を

先

鋒

と

し

て
岩

村

口

か

ら
伊

那

に

進
み

、

森

長

可

ら

は
木

曽

か

ら
清

内

路

を
通

っ
て

進

ん

で

き

た

。
下

伊

那

で

は

戦

争

ら
し

い
も

の
も

な

く
、

信

忠

は

二

月

一

七

日
に

飯

田

へ

入

り
、

三

月

二

日
に

墜

局
遠

城

へ
迫

っ

た

。
伊

那
郡

で
城

を
死

守

し

て
戦

っ
た

の

は
仁

科

盛
信

だ

け

で

あ

っ
た

が
、

三

方

か

ら

の
攻

撃

に

盛
信

ら

は

ほ

と

ん

ど
戦

死

し

て
、

城

は
三

月

二

日
に

陥

落

し

た

。

信

長

は
安

土

を
出

発

し

、

三

月

一

四

日
に

は

浪

合

で

武

田

父

子

の

首

実

検

を

し

、

一

九

日
に

は
上

諏
訪

に

入

っ

た

。

そ

こ

で
甲

信

両

国

（
長
野
県
、
山
梨
県
）

の

知

行

割

を
し

、

伊

那

郡

は
毛

利

秀

頼

の
領

地

と

し

、

一

一

か
条

の
国

掟

を
公

布

し

た

。

国
掟
　

甲

、
信
両

州

一
、
関
役
所
、
同
駒
口
取

る
べ
が
ら
ざ

る
の
事

一
、
百

姓
前
、
本
年
貢

の
外
、
非
分

の
儀
申

し
懸
く
べ
が
ら
ざ
る
の
事

一
、
忠
節

の
人
立
て
置

存
外

廉
が
ま
し
き
侍

を
生
害
さ
せ
、
或

い
は
追
失
す
べ
き
の
事

二

公

事
等

の
儀
、
能

々
念
を
入

れ
穿
繋
せ

し
め
、
落
着

す
べ
き
の
事

一
、
国

の
諸
侍
に
懇
扱

さ
す
が
、
油
断

な
き
の
様

遣
う
べ
き
の
事

一
、
第

一
慾
を
構
う
る
に
付

い
て
、
諸
人
不

足
た
る
の
条
、
内

儀
相
続
に
於
て
は
、
皆
々

に
支
配

せ
し
め
人
数
を
抱
う
べ
き
の
事

一
、
本
国

よ
り
奉
公

を
望

む
の
者
こ

れ
あ
ら
ば
、
相
改
め
ま
え
抱
え
候
も

の
の
方
へ
相
届

け
、
そ
の
上
に

於
て
扶
持
す

べ
き
の
事

一
、
城

々
の
普
請
丈
夫
に
す

べ
き

の
事

一
、
鉄
砲
、
玉
薬
、
兵
根
蓄
う

べ
き

の
事

一
、
進
退

の
郡
内
請
け
取
り
へ

道
を
作

る
べ
き

の
事

一
、
堺
目
入
組
み
、
少
々
領
中
を
論
ず

る
の
間
、
悪

の
儀
こ
れ
あ

る
べ
が
ら
ざ
る
の
事

右
定

の
外
、
悪
し
く
扱
う
に
於
て
は
、
罷

り
上
り
、
直
に
訴
訟
申
し
上
ぐ
べ
く
候

（
平
沢
清
人
『
近
世
村
落
へ

の
移
行
と
兵
農
分
離
』
）

い
か

に

も

電

光

石

火

の

早

わ

ざ

で

信

長

ら

し

く

、

ま

た

ま

さ

に

近

代

の

夜

明

け

を

つ
げ

る

び
び

き

の

あ

る

も

の

で

あ

っ
た

。

戦

乱

が

続

い
て

い
た

の

で

城

普

請

を

丈

夫

に

し

、

鉄

砲

や

兵

根

を

蓄

え

る

こ

と

は

当

然

と

し

て

も

、

本

年

貢

の

ほ

か

は

と

っ
て

は

な

ら

な

い
等

に

そ

れ

を

み

る

こ

と

が

で

き

る

。

し

か

し

、

甲

斐
（
山
梨

県
）
を

回

っ
て

東

海

道

を

安

土

へ

帰

っ
た

信

長

は

本

能

寺

の

変

で

、

六

月

二

日

に
横

死

し

て

し

ま

い
、

織
田

氏

の

諸

将

と
同

様

、

飯
田

城

主

毛

利

秀

頼

も

京

都

へ

引

き

楊

げ

て

し

ま

っ
た

。

凶
‥
　
家

康

支

配

（
菅
沼
定
利
）

信

長

の

急
死

に

よ

り

一
時

空

白

と

な

っ

た

甲

信

両

国

へ

は

、

東

か

ら

北

条

氏

、

北

か

ら

上

杉

氏

、

南

か

ら

徳

川

氏

が

兵

を

進

め

て

き

た

。

さ

き

に

武
田

氏

や

織
田

氏

に

よ

っ
て

所

領

を

失

っ
た
伊

那

郡

の

領

主

た

ち

は

、

そ

れ

ら

の

諸

将

に

よ

っ

て

、
故

地

を

回

復

し

よ

う

と

し

た

。

箕

輪

の
藤

沢

頼

親

も

そ

の

一
人

で

あ

り

、

下

条

氏

の
さ

そ

い
に

の

っ
て

高

遠

城

を

占

領

し

た

。

と

こ

ろ

が

、

保

科

正

直

が

諏

訪

か

ら

家

康

の

応

援

を

え

て

攻

め

こ

ん

で

き

た

。

そ

し

て

こ

の

保

科

氏

に

よ

っ
て

、
田

中

城

の

藤

沢

氏

は

亡

ぼ

さ

れ

た

こ

と

は

前

述

の

と

お

り

で

あ

る

。

対

立

関

係

に

あ

っ
た

徳

川

氏

と

北

条

氏

の

和

議

が

成

立

し

て

、

川

中

島

を

除

く

全

信

州

は

家

康

の

領

有

と

な

っ
た

。
（
七
月
一
五
日
）

家

康

は
天

正

一

一
年

（
一
五

八
三

後

半

に

、

菅

沼

定

利

を

伊

那

の
郡

代

と

し

H7
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て
治

め
さ
せ

た
。
し

か
し
、

ま
だ
旧
領
主

た
ち
が

い
て
統
治

は

困

難

で

あ
っ
た

が
、
し

だ
い
に
南
信
濃

一
円

を
そ
の
勢
力
圈
に

お
さ
め
て
い
っ
た
。

目
　

真

田

支

配
（
一
年
）

天
正

一
三
年

（
一
五
八
五
）
八
月
、
家
康

は
上
州

の

沼
田
城

を

北
条
氏
に

与
え

る
よ
う
、
真
田
昌
幸
に
命

じ
た
が
、
昌
幸

は
き
き
い
れ
な
か
っ
た
。
家
康

は
真
田

氏

を
討

つ
た
め
に
伊
那

の
諸
族
に
出
陣

を
促
し

た
り
し

て
い
る
が
、

進
展
し
な

か

っ
た
。

一
方
で
、
家
康
が
秀
吉

へ
の
臣
属
に

ふ
み
き

っ
だ
の
は
、
天

正
一
四
年

（
一
五

八
六
）
正
月

で
、
家
康
が
大
阪
城
に
行

っ
て
成

立
し

た
。
こ
の
秀
吉

の
仲
介
に

よ

っ
て
家
康
と
昌
幸

の
和
解

が
成

立
し
、
昌
幸

の
長
子
信
幸

（
信
之
）
が

家
康
に

出

仕
す

る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ

の
後
天
正
一

七
年

（
一
五
八

九
）
秀
吉
と
北
条
氏
直

の
政
治
折
衝
で
沼
田
領

の
半
分

を
北
条
氏
に
割
譲
し
、

か
わ
り
に
家
康
支
配

の
箕

輪

の
地

が
真
田
に
与
え
ら

れ
た
。

箕
輪
領
が
真
ｍ

領
で
あ

っ
だ
の
は
、

た
っ
た
一
年
で

あ
っ
た
が
は
じ
め
て
「
箕

輪
領
」
と

い
う
こ
と
ば
が
使
用

さ
れ
た
（
「
箕
齢
記
ヒ
。
記

録
は
残
っ
て

い
な
い
が
、

木
下

の
養
泰
寺

の
宝
物
に
「
銅
造
風
炉
」
か
お

る
が
、
こ

れ
は
真
田
信
綱

の
寵
品

了
あ

っ
だ
の
を
、
永
禄
年
中
（
一
五
五
八
～
七
〇
）
小
県
郡
横
尾
村
信
綱
寺

へ
納

め

た
品
で
あ

っ
た
が
、
後
故
あ

っ
て
養
泰
寺
へ
伝
来
し
た
と

い
う
（
寺
伝
）
。
こ
れ
も

こ

の
真
ｍ

領
時
代
と
関
係
が
あ

っ
だ
の
で
は
な

か
ろ
う

か
。

匈

秀

吉

支

配
（
毛
利
・
京
極
）

箕
輪
領
が
真
田
支
配
に

な

っ
て

一
年

た
っ
た

天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
に
小

田
原

城
が
陥
落
し
、
七
月
一
三
日
秀
吉
は
家
康

の
領
地
三
河

、
遠
江
、
駿
河
、
甲

斐
、
信
濃
を
取
り
上
げ
、
そ

の
か
わ
り
関
東
八

か
国
と
取
り
替
え
、
別
に
近
江
と

伊
勢
一
一
万
石
を
加
増
し
た
。
真
田
氏
も
菅
沼
氏
も
移
封
さ
れ
、
飯
田
城
主
は
毛

利

秀
頼
が
再

び
、
伊

那
郡
全
域
一
〇
万
石

の
領
主
と
な

っ
た

。

毛
利
秀
頼

の
治
績
に

つ
い
て
は
、
後
述
す

る

が
、

文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
に

は
秀
吉
が
朝
鮮
に
出
兵
し
「
文
禄

の
役
」
が
は
し
ま

っ
た
。
こ
の
役

は
大

事
件

だ

っ
た
の
で
、
’寺
社
で
は
祈
願
を
行

な
い
、
信
州

か
ら
も
次

の
よ
う
に
多
数
出
陣
し

た

。高
麗
へ
御
人
数
遣
ワ
サ
レ
候
御
備
帳
ノ
次
第

一
、
五
番
衆
　
　
三
百
人
　
日
根
ノ
高
吉
（
高
島
）

千
　
人
　
毛
利
　
秀
頼
（
飯
田
）

八
百
人
　
石
河
　
康
長
（
松
本
）

（
平
沢
清
人
家
文
書
）

伊

那
郡

か
ら

１
０
０
０
人

も
出
征

し
、
軍
馬

も
で
て
い
る
の
に

は
驚

か
ざ
る
を

得

な

い
。
朝
鮮
遠
征
軍

は
最

初
は
連
戦
連
勝

で
あ
っ
た
が
、
海
軍

が
破

れ
食
根

も

な
く
な

っ
て
、
翌

文
禄
二
年

（
一
五
九
三
）
四
月
、
講
和
交
渉

が
は

じ

ま

り
停
戦

し
た
。
毛
利
秀
頼

も
こ
の
戦
争
に
参
加

し
、
病

を
え

て
帰
国
し

九
月

一
七
日
亡

く

な

っ
た
。
秀
頼

の
あ
と
は
女
婿

の
京
極

高
知

が
ひ

き
つ
い
た
。

毛
利
、
京
極
時
代

一
〇
年
間

は
伊
那
谷

の
近
世

へ
の
夜
明
け
時
代
で
、
秀
吉

の

全
国
検
地

が
郡

の
す
み

ず
み

ま
で
行

な
わ
れ
た
。
言（
高
制

か
ら
石
高
制
と
な
り
、

兵
農
分
離

が
実
施

さ
れ
た
。

陶
　
再

び
家
康
支
配

慶
長
五
年

（
ヱ
（
Ｏ
Ｏ
）
関
か
原

の
合
戦

で
西
軍

が
敗
れ
、

東
軍

の

家
康

が

勝

っ
た
。
高
知

は
そ
の
戦
功
に

よ
り
二
万
三
〇
〇
〇
石
加
増

さ
れ
て

コ

ー万
三
〇
〇

〇
石
で
丹

後
の
宮
津

へ
移
封

さ
れ
た
。
そ
の
あ
と
は
家
康

の
蔵
入
地
（
幕
府
領
）
に

組
み
入

れ
ら

れ
小
笠
原
長
巨
と
朝
日
受
永
が
郡
代
と
な

っ
た
。
朝
日
受
永
は
樽
木

役
で
木
材
奉
行
と
し

て
来

た
だ
け
で
領
地

は
な

か
っ
た
。
一
説
に
よ

る
と
受
永
は

五
百
数
十
石

を
伊
那
で
与
え

ら
れ
た
の
を
、
各
寺
社
に
寄
進
し
「
寿
永
状
」
を
与

え

た
と

い
わ
れ
て

い
る
。
（
後
に
こ
の
寿
永
状
が
将
軍
の
朱
印
状
に
よ
り
認
知
さ
れ
た
）
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三
　

「

村

」

の

時

代

へ

天

下

統

一

の
信

長

の
前

に

立

ち

は

だ

か

っ
た

も

の
は

次

の
二

つ
で

あ

っ
た

。

す

な

わ
ち

第

一

に

戦

国

諸

大

名

で

あ

り

、

第

二

に

宗

教

教
団

二

向
宗
）
勢

力

と

農

民

勢

力

で

あ

っ
た

。

信

長

は

果

敢

に

そ

れ

ら

と

戦

っ
た

が

、
志

半

ば
に

し

て
倒

れ

た

。

信

長

の
軌

道

を

う

け

つ

い
だ

豊

臣

秀

吉

は

、

ま

ず

第

一

の
戦

国

諸

大

名

を

ぽ
ぼ

平

定

す

る

と

同

時

に

第

二

の
一

揆

勢

力

の
解

体

に

手

を

つ
け

た

。
一

揆

勢

力

と

い

っ
て

も

教

団

勢

力

は
既

に

信

長

に

お

い
て

決

定

的

な

打

撃

を

与

え

て

あ

っ

た

の

で

、

残

る

は
農

民

で

あ

る

。

そ

れ

を

有

名

な

「

太

閤

検

地

」
（
一
五
八
一
丁

九
八
）

で

実

行

し

た

。
秀

吉

は
下

剋

上

で

成

り

上

が

っ

た

の
で

あ

る
が

、

こ

れ
以

上

、

下

剋

上

を
続

け

な

い
こ

と

を

願

っ

た

。
下

剋

上

の
終

結

を
、

こ

の
検

地

に

よ

っ

て
な

そ

う
と

し

、

そ

れ

は
み

ご
と

に

達

成

さ

れ

た

。

す

な

わ

ち
、

Ｏ
　

田
畑
や
屋
敷

を
一
筆
毎
に
丈
量

り
、
上
、
中
、
下
、
下

々
の
品
等

を
付
け
、
そ

の
生

産

局
を
玄
米

の
石
高
を
も

っ
て
あ
ら

わ
す

。
（
石
高
制
）

Ｏ
　

そ

の
土
地
を
耕
作
し
て

い
る
者
を
名
請
人
と
し
て
、
検
地
帳
に
登
録
し
て
貢
租

を
納

入
さ
せ
、
こ

れ
を
百
姓
と
す

る
。

⑤
　

領
主

の
年
貢
収
取
権
と
、
百
姓

の
所
持
権

と
を
確

立
し
、
中
間
搾
取
的
存
在
で

あ
っ

た
名

主
を
廃

す
る
（
一
地

一
作

人
の
原
則
）

四
　

耕
地

の
丈
量
に

は
六
尺
三
寸

の
棹

を
一
間

と
し

、
一
間
平

方
を
一
歩

、
三
〇
歩

を

Ｉ

畝
、
三
〇
〇
歩

を
一
反

と
し
、
米

は
京
枡

を
も
っ
て

す
る
。

（
以

前
の
枡
は
各
荘
園
で
不
同
で

あ
っ
た
。
秀
吉

は
京
都
周
辺
の
京
枡
を
全
国
的

に
使

用
さ
せ
た
。
六
四
八
二
七
立
方
分

か
一
升

で
あ
っ
た
）

以

上

が

太

閤

検

地

の

要

点

で

あ

る

が

、

当

地
区

で

は

次

の

よ

う

に

行

な

わ

れ

た

と

、

平

沢

清

人

著

『

近

世

村

落

へ

の
移

行

と

兵

農

分

離

』

に

記

さ

れ
て

い

る
。

○
総
検
地
奉
行
　

浅
井
九
兵
衛
・
安
井
小
右
衛
門

検
地
奉
行
　
　

箕
輪
領
－

神
戸
藤

丁

野

々
村
吉
左
衛
門

○
伊

那
郡

の
秀
吉

の
検
地
は
、

は
じ
め
て
本
格
的
な
地
押
し

の
検
地
で
、
全
郡
的
に
は
、｛

明
治

の
地
租
改
正

ま
で
行

な
わ
れ
な
か
っ
た

。

○
地
侍

で
あ
っ
た
者

も
百
姓

と
し
て
と
り
あ
つ
か
わ
れ
る
。

○
一
年

近
く
か
か

っ
て
、
各
村

か
ら
本
帳

を
出

さ
せ
、

各
村

の
郷
代
官
に
下
百
姓
を
一
轄

支
配

さ
せ
、
検
地
に

か
か
っ
て
い
る
。

特

に

箕

輪

衆

に

は

秀
頼

か

ら

次

の

書

状

が

出

さ

れ

て

い
る

。

箕
輪
衆
へ

尚

々
、
連
々
た
い
く
つ
ゆ
き
候
え
ば
、
そ
そ
う
に
な
る
も
の
に
存
じ
候
て
、
其
の
段
分

別
候
て
、
能
く
能
く
申
し
付

け
ら
る
可

く
候
。
以

上
検
地
の
様
姉
如

何
侠
靉
、
い
か
に
も

念
を
相
入
れ
、
其
の
上
に
て
油
断
な
く
分
を
涯
し
急
が
さ
れ
可

く
候
之
の
事
専

用
に
候
其

の
元

の
肱
具
に
申
し
越
さ
る
可

く
候
、
其
の
為
此
の
如
く
に
候
　

恐
々

九
月
一

七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秀
頼

⊇

吊
］

（
平
沢
清
人
家
文
書
）

こ
れ
は
二
人
の
箕
輪
領
検
地
奉
行
に
あ
て
だ
も
の
で
あ
る
が
、
念
を
入
れ
て
急

い
で
検
地
を
す
る
よ
う
に
命
し
て

い
る
。
天
正
一
九
年
（
一
五
九
五
）
の
秋
か
ら

冬
に
か
け
て
、
多
く
の
検
地
奉
行
を
任
命
し
て
一
気
に
伊
那
郡
の
検
地
を
行
な
っ

て
い
る
。
か
つ
て
や
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
画
期
的
な
仕
事
は
、
百
姓
に
す
き
を
与

え
ず
、
強
引
と
も
い
わ
れ
る
す
ば
や
さ
で
行
な
う
必
要
も
あ
っ
た
。
各
村
の
が
っ

て
の
地
侍
た
ち
が
連
携
を
充
分
と
れ
な
い
う
ち
に
や
る
配
慮
も
あ
っ
た
。
か
つ
て

の
作
人
々
名
請
人
た
ち
に
は
一
人
前
の
百
姓
に
と
り
立
て
ら
れ
る
有
利
さ
は
あ
っ

た
が
、
地
侍
だ
も
の
階
層
は

侍

身
分
を
と
ら
れ
た
う
え
に
、
年
貢
は
地
押
し
で

検
地
さ
れ
る
の
で
隠
し
田
が
許
さ
れ
な
い
不
利
も
あ
っ
た
。

こ
の
太
閤
検
地
に
よ
っ
て
在
地
の
小
領
主
な
ど
中
間
の
課
役
者
を
排
除
し
て
、

土
地
所
有
者
と
大
名
領
主
を
一
元
的
に
し
た
。
ま
た
、
小
作
料
を
否
定
し
て
生
産

者
で
あ
る
百
姓
の
土
地
所
持
権
を
保
証
し
、
小
農
経
営
を
安
定
さ
せ
た
。
年
貢
を

徴
収
す
る
に
は
貫
高
制
で
な
く
石
高
制
を
と
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
村
高
に
よ
っ

j 即
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て
納
入
さ
せ

た
の
で
、
行
政
単
位
と
し
て

の
「
村
」
が
こ
こ
に
成
立
し

た
。

大
名

の
軍
役
等
も
こ
の
石
高
を
基
準
と
し
て
割
り
当
て

た
。
こ
う
し
て
石
高
制

は
農
民
支
配
と
大
名
支
配

の
二

つ
の
面

を
、
統
一
的
に
把
握
す

る
基
準
と
な
り
、

幕
藩
体
制

の
柱
と
な

っ
た
。
一
方
で
荘
園
制
は
完
全
に
消
滅
し

た
。

天
正
一
八
年
（
一
五
五
八
）
か
ら
刀
狩
り
を
行

な
い
、
百
姓
化
し

た
旧
名
主

か
ら

は
武
器

を
と
り

あ
げ
、

家
臣
（
武
生

と
な

っ
た
名
主
は
給
地

か
ら
引
離
し
て
、

城
下
に
集
結
さ
せ

た
。
こ

れ
に
よ

っ
て
戦
国
時
代
を
と
お
し
て
徐

々
に
進
行
し
て

い
た
兵
農
分
離

が
完
結
し

た
。

前
代
に
は
し
ば
し
ば
一
揆
を
起
こ
し
て
支
配
者
と
戦
う

ぼ
ど
の
抵
抗

を
示
し
得

た
農
民
も
、
こ

の
検
地
と
刀
狩
り
に
よ

る
兵
長
分
離
に
よ

っ
て
、
再

び
土
地
に
し

ば
り
っ
け
ら

れ
て

い
く
こ
と
に
な

っ
た
。

そ

れ
は
そ

れ
と
し
て
、
近
世
は
「
村
」

の
時
代
で
あ

る
と

い
わ
れ

て

い

る

の

は
、
こ

の
村
高
に
よ

っ
て
年
貢
が
課
せ
ら

れ
、
村
が
は
じ

め
て
行
政
単
位
に
な

っ

た
か
ら
で

あ
る
。

j 卯
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第
三
章

村

の

近

世

第
一
節
　

村

の
な
り

た
ち

｝
　
村
々
（
区
）
の
概
要

私
た
ち
は
古
く
か
ら
ム
ラ
に
住
ん
で
来
た
。
ム
ラ
は
村
と
か
く
が
、
も
と
は
群

の
い
み
で
あ
っ
た
と
い
う
。
人
は
今
も
昔
も
一
人
で
は
生
き
ら
れ
な
い
。
群
が
っ

て
住
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
同
じ
水
系
や
地
形
を
利
用
し
て
、
居
住
を

と
も
に
し
て
き
た
の
が
村
（
村
落
）
で
あ
る
。
こ
う
し
て
古
く
か
ら
生
活
共
同
体

と
し
て
の
村
が
、
庄
や
郷
の
表
に
て
な
い
基
盤
と
し
て
続
い
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
中
世
末
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
こ
の
村
が
一
躍
歴
史
の
表
に
で

て
き
た
。
そ
れ
は
各
々
の
ム
ラ
が
検
地
を
う
け
て
、
独
立
し
た
行
政
単
位
と
し
て

の
「
村
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
歴
史
上
村
々
（
村
落
）
が
一
つ
の
行
政
単
位
と

な
っ
た
の
は
こ
の
汪
戸
時
代
だ
け
で
あ
大

久
保
村
、
殿
村
、
田
畑
村
、
神
子
柴

村
、
沢
尻
村
、
大
泉
村
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
に
実
施
さ
れ
た
検
地

孚
桐
屋
文
書
）
に

よ
る
と
、
詳

細
は
わ
か
ら
な
い
が
、
村
高
だ
け
は
は
っ
き
り
と
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

一
、
廣
三

七
五
石
五
斗
二
升
六
合

一
、
廣
七
〇
四
石
九
斗
八
升
五
合
一
勺

二

高
二
八
四
石
四
斗
九
升
四
合
一
勺

一
、
廣
二
七
〇
石
二
斗
五
升
二
合

一
、
高
　

四
○
石

七
斗

六
升

五
合

一
、
高
一
九
九
石

四
斗
　
　

七
合

三
勺

中中下上

久
諜

殿
村
剖

田
畑
村

（
マ
こ

御

子
柴

村

下
　
　

沢
尻
村

下
　
　

大

泉
村

こ

こ
で
高
は
そ
の
村

の
田
々
畑

か
ら
の
収
穫
高

を
示
し
、
上
中
下

は
そ

の
村

の

田

や
畑
の
等
級
を
示

し
て

い
る
。
こ
の
時
沢
尻
村
は
既
に
亡
村

に
な
っ
て
い
た
は

ず
で
あ
る
が
、
ま

だ
久
保
村
に
ふ
く
ま
れ
て

い
な
か

っ
た
の
か
、

こ
こ
に
沢
尻
村

分
の
高
が
示

さ
れ
て

い
る
。
当
時
箕
輪
領
全
体
で
二
六
か
村

一
万

一
三

二
六
石

余

で
あ
り
、

高
遠

領

は

二
万
五
ニ

ー
○
石
余
、
伊
奈
郡
（
上
下
）
全
体

は

Ｉ
〇
万
石

余
で
二
五
六
か
村
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
検

地
に
よ
り
村

の
高
が
き
め
ら
れ
て
、
独

立
の
行
政
単
位

と

な

っ
た
村
々
は
、

そ
れ

ぞ
れ
名
主
、

組
頭

、
百

姓
代
（
少
し
お
く
れ
た
）
の
村
役
人

に

よ
っ
て
、
村

の
治

安
今
年
貢

な
ど
の
こ
と

Ｉ
切

が
と
り
し

き
ら
れ
た
。
つ
ま
り

領

主
は
直
接
村

を
治

め
る
の
で
な
く
、
こ

れ
ら
の
村
役
人

を
と

お
し

て
治

め
た
。

と
に

か
く
村

高
に

よ
っ
て
、
村

々
の
大

き
さ
が
示

さ
れ
た
。
当
時

の
全
国
平
均

の
村

高
は
四
〇
〇
石

～
五
〇
〇
石

と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
殿
村

を
除

い
て

い
ず

れ

も
平
均
に
満

た
な
い
小
規
模

の
村
で

あ
っ
た
。
し

か
し
、
中
世
以
来

の
成
り
立
ち

を
重
ん
じ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
が
独

立
し

た
村
と
な

っ
た
の
で

あ
る
。
普
通
村

の
広

さ

は
耕
地
反
別

の
広
さ
で
示

さ
れ
る
が
、
こ

の
検
地

の
時

の
面
積
は
は

っ
き
り
し
な

べ

Ｏ

Ｖ

（
全
国
平
均

は
五
〇
ｈ

と
さ
れ
て
い
る
）

次

に

人

口

で

あ

る
が

、

村

の
全

国

平

均

は
四

○

○

人

で

あ

っ
た

と

い

わ
れ

て

い

る

。
次

表

の
よ

う

に

当

地

の
村

々

は
人

口

に

お

い
て

も

平

均

に

達

し

て

い
な

い
。

こ

の
人

口

は
江

戸

時

代

二

七

〇

年

間

を

通

じ

て

、

ほ

と

ん

ど

変

化

（
増
加
）
し

て

い
な

い
。

各

村

落

の
順

位

は

多

少

変

化

し

て

い
る

が

（
た
だ
し
こ
の
表
の
人
口

は

江

戸

初
期
・
江
戸

後
期

と
し
て

い
る
が
、
必

ず
し
も
同
一
年

の
も

の
で
は
な
い

。）
こ

の
順

位

の

変

化

は

ど

う

し

て

お
ご

っ

た

の

か
、

い

ろ

い
ろ

の

こ

と

が

考

え

ら

れ

る

が

、

は

っ

き

り

し

た

こ

と

は

わ

か

ら

な

い

。

召j
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表
３
１
１
　

江
戸
時
代
の
村
の
人
口

6.　5 ，　 聡　　3，　2 ，　1.

神　　久　　大　　南　　田　　北

了］ｨ 呆　 泉　 殿　 畑　 殿

木
村　 紆　 村　 紆　 村　 村

沢

尻

塩

ノ
弁

一　　一　 一　　－　 一一　　　　　　　　　 －　　－
一　 一　 一 －　 一五　　五　　五　　八　　〇　　四

三　　四　　九　　八　　二　　九

∧　　∧　　人　　∧　　人　　人
へ|　 大　 １／

汀

－戸

初

期

ﾌ，　6,j ｸ で゙ﾌﾔ
くi

剣　　3ﾀﾝ

ﾁﾞ
｀`き'1 ，

塩　　南　　久　　神　　北　　ヨ　　大

耳　　殿　　保　　ヰ　　殿　　畑　　泉

村　　村 、 村　　村　　村　　村　　村

一　 一　 一　 二　 二　 三　　四
二　　四　　九　 一　 七　　七　　〇

七　 ニ　 ー　 ニ　 五　 一　 二

∧　 ∧　 人　 人　 人　 人　 ∧

江

一戸

後

期

領
主

の
交
替
は
非
常
に
は
げ
し
く
、
私
領
（
大
名
領
）
に
な

っ
た
り
、
天
領
（
幕

府
領
）
に
な

っ
た
り
し

た
。
比
較
的
長

か
っ
た
脇
坂
時
代
（
五
六
年
間
）
に

は
井
堰

の
造
成

な
ど
治
績

も
あ
が
っ
た
が
、

僅
か

二

二
年

で
領

主
の
交
替

す
る
と
こ
ろ

か
ら
は
、

と
り
た
て
て
あ
げ
る
よ
う
な
治
績
は
あ
が
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
う
え
、

元
禄

コ

ー年
（
一
六
九
九
）
か
ら
は
同

じ
箕
輪
領
に
属
し

て
い
た
村
内

が
、
二
分
さ

れ
る
こ
と

に

な
っ
て
し
ま

っ
た
。
久
保
（
塩
ノ
井
沢
尻
を
含
む
）
と

北
殿
（
一
部
）

と
南
殿
（
大
分
部
）
が
私
領

の
太
田
領
に
、
他

の
村

々

は

幕

府
領
と
な

っ
て
飯
島

代

官
所
の
支
配

す
る
と
こ

ろ
と
な

っ
た
。
こ
れ
は
断
続
的
に
幕
末
ま
で
続
き
、
お

び
た
だ
し
く
領
主
が
交
替
し

た
の
で
あ

る
。
そ

の
概
略
は
第
二
節

の
表
３
－

２

の

よ

う
で

あ
る
。

こ

の
は
げ
し

い
領
主

の
交
替
と
二
分
統
治
は
、
そ

の
後

の
村

の
発
展
に
、
少
な

く
と
も
村
民

の
生
活
感
情
や
文
化
面
に
有
形
無
形

の
大
き
な
影
響

を
与
え

た
も

の

と
思

わ
れ
る
。

一

一

村
々
の
由
来
と
推
移

Ｈ
　

久
　

保
　

村

古

来

「
供

奉

」

中

古

「
窪

村

」

と

改

め
ら

れ
、

宝

永

年

間

（
一

七
〇
四
～
一

こ

に

「
久

保

村

」

と

改

め

ら

れ
、

明

治

八
年

に

「
久

保

耕

地

」

と

な

り

、

大

正

三

年

よ

り

「
久

保
区

」

と

な

っ

て
今

日
に

及

ん

で

い
る

。

区

名

の
由

来

は
明

ら

か

で

は

な

い
が
、

明

治

九
年

の

「
村

誌

」

に

は
次

の

よ

う

に

記

さ

れ

て

い
る

。

み
こ
と
く
ぶ
　
　
　
　
　
　・
　
ゆ

命
を
供
奉
し
奉
る
地
供
奉
を
呼
び
て
久
保
と
な
す
な
り

供

奉

と

は
「

行

列

に

加

わ

っ
て

お

供

す

る

、

お

仕

え

す

る

」

と

い
う

意

味

で

あ

る

。
一

方

で

、

こ

の
地

は
草

地

が

多

い

の
で

「

窪

」

と

い

わ
れ

た

と

も

い
わ

れ

て

い

る

。
後

そ

れ
が

音

だ
け

と

っ
て

「

久

保

」

と

好

字

を

用

い
る

よ

う

に

な

っ
た

の

で

あ

ろ

う

。

久

保
村

か

ら

は
、

多

く

の
村

が
分

村

し

て

い

っ

た

。

高
町

（
吹

上
村
）

・

沢

尻

・

塩

ノ
井

が

そ

れ

で

あ

る

。

ま

ず

高

町

で

あ

る

が

『
伊

那

史

略
』

等
に

は

久

保
村

か

ら
分

郷

し

た

こ

と

は
記

さ

れ

て

い
な

い
の

で

後

の
研

究

に

ま

た

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

が
、

次

の

よ

う
に

久

保

村

か

ら

分

郷

し

た

こ

と

が

宝

永

三

年

二

七
〇
六
）
の
文

書

に

明

記

さ

れ

て

い
る

。

吹
上
村
口
書

一
、
吹
上
村

の
儀
小
笠
原
兵
部
太
輔
様
御
代

久
保
村
馬
場

太
左
衛
門
と
申
す
者

、
開
発

の
地
面
高
町
に
之
有
り
候
故

右
太
左
衛
門
方
よ
り
久
保
村
安
右
衛

門
四
郎
右
衛

門
と

申
す
者
に
く
れ
渡
し
夫
よ
り
段
々
新
田
仕
立
て
百

姓
も
多
く
罷

り
候
に
付

き
分

郷
に

罷
り
成
り
た
き
旨
相
談
を
以
て
願
い
奉
り
即

ち
分
郷
に
罷
り
成
り
候
。
其
の
節
の
帳

面
は
焼
失
仕
り
候
故

承
応
弐
已
御
検
地
御
改
め
請
け
申
し
候
其
れ
以

前
は
久
保
村
枝

郷
に
て
御
座
侠
　

以
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吹
上
村
　
　

伊

兵
衛

戌
　

八
月
十

七
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
　
　
　

宇
兵
衛

召2



第 工節　村のなりたち

新
庄
太
右
衛
門

木
暮
朝
右
衛
門
殿

一

八

六

八

二
（

０

０

コ

ー０

０

几
片
付
け
士

（

明

治
八

年

）

合

併
（

明

治
五

年

）

塩

ノ
井
（

久

保
南

割

）
独

立

（

寛
憚
一
二
年

）

（

延
享

五

年

）
（

憚

沢
尻

村

（
承

応
年

間

）

（
蒜

元

年

一

五

九

二

）

「

町
（

吹

上

村

）

（

承

応

年

間

）

（
大

宗

館

文

書

）

図3-1　 久保村のうつりかわり（分郷）

吹

上

村

と

呼

応

し

て

、

久

保

村

か

ら

だ

し

た

左

の

文

書

に

よ

る

と

久

保

村

の

分

郷

に

な

っ
た

の
は

脇

坂

時

代

で

あ

っ
た

と

し

て

い
る

。

右
吹
上
村
の
儀
久
保
村
の
者
開
発
仕
り
久
保
村
の
枝

郷
に
て
御
座
候
。
前
々
開

畑
の

分

久
保
村
地
面

に
て
御
座
候
所

に
、
脇
坂
中

務
様
御
知
行

の
節
分
郷

に
願

い
奉

久

夫

よ
り
吹
上
村
へ
御
水
帳
下

さ
れ
侯
以
上
　
　
　
　
　
　
　

久
保
村
　
　

与

五
右
衛
門

戌
八
月
十
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
　
　
　

文
右
衛
門

新
庄
太
右
衛
門
殿

木
暮
朝
右
衛
門
殿

（
大
宗
館
文
書
）

沢

尻

と

塩

ノ

井

に

つ

い
て

は

、

そ

の

村

の

と

こ

ろ

で

の

べ

る

。

た

だ

、

そ

の

分

郷

ま

で

ふ

く

め

た

久

保

村

は

、

北

殿

、

南

殿

の

一

部

を

加

え

て

、

南

箕
輪

の

他

の

部

落

と

異

な

っ
た

統

治

を

う

け

て

き

た

。

そ

の

概

要

は

図

３
１

ｆ上
の
と

お

り

で

あ

る

。

元

禄

一

二

年

二

六
九
九
）
か

ら

明

治

ま

で

一

五

〇

余

年

間

の

こ

と

で

あ

っ

た

。
≒

塩

ノ

井

村

塩

ノ

井

区

名

の
出

来

に

つ

い
て

、

史

料

も

伝

承

も

見

当

た

ら

な

い
。

こ

と
に

塩

が

何

を

意

味

し

た

か
見

当

も

っ

か

な

い
。

井

に

つ

い
て

は

、
江

戸

後
期

の
古

地
図

に

「

塩

ノ

井

の
井

」

か

お

り

、

実

際

に

湧

水

も

多

い
の

で

う

な

ず

く

こ

と

が

で

き

る

。前

記

の

久

保

の

項

で

の

べ

た

よ

う

に

、

塩

ノ
井

は

久

保

に

久

し

く
含

ま

れ

て

い

た

が

、

比

較

的

古

い
こ

ろ

か

ら

塩

ノ

井

の

存

在

が

あ

っ
た

。

塩
ノ
井

二
於
テ
春

冬
湛

神
事
七
貫

五
百

文
ヲ
免

ン
ズ
此
ノ
内
壱
貫

弐
百
文
（

塩
ノ
井

ニ
ア
リ
六
貫
三
百

文
（

高
遠
料
所

二
軟
…
…
…
…
然
レ
バ
即
チ

神
主
窪
助
四
郎
厳

重
二

執
行

ス
可

シ
。

コ
レ
時

永
禄

八
乙

丑
年

十
二
月

十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
武
田
信
玄
花
押
）

（
『
上
下
社

再
興
次
第
』
）

塩

ノ
井

が

久

保

か

ら
独

立

し

た

の

は

寛

保
三

年

（
一

七
四

二
）
説

と

延

享

五

年

（
一
七
四

八
）
説

と

が

あ

る

が
五

年

し

が

ち
か

っ

て

い
な

い

。

恐

れ
な
が
ら
書
付

を
以
て
願

い
上
げ
奉

り
候

一
、
久
保
村
の
内

塩
野
井

の
儀
前

方
太
田
大
助
様
御
知
行
所

の
節
分
け
郷
に
御
願

い
申

jお
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し
上
げ
候
…
…

宝
暦
十
一
年
已
二
月

（
塩
ノ
井
大
東
文
書
）

太
田
大
助

の
知
行

は
享
保
一
一
年

（
一
七
三
（
）
か

ら

寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）

で
あ
る
か
ら
、
そ

の
晩
年
に
分
郷
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
五
年
に
再
び
久
保
に
合
併
し
、
明
治
八
年
に
は
塩
ノ
井
耕
地
と
な

っ
て
、

久
保
か
ら
独
立
し
た
。
し
か
し
、
久
保
と

の
縁
は
深
か

っ
た

の
で
、
「
久

保
北

割
」

に
対
し
て
、
塩
ノ
井

を
「
久
保
南
割
」
と
し
た
慣
用
が
後

々
ま
で
使

わ
れ
て

い
る
。

大
正
三
年
か
ら
「
塩
ノ
井
区
」
と
な

っ
て
現
在
に
及
ん
で

い
る
。

㈲
　

大
　

泉
　

村

古
く
は
「
尾
泉
」
と
か
き
「
大
泉
」
と
改
め
た
。
大
泉
と
か
い
て
も
、
昔
ど
お

リ

「

オ

イ

ズ

ミ

」

と

呼

ん
で

き

た

。

名

前

の
由

来

は
定

か
で

は
な

い
。

一

説

に

は

大

泉

所

山

・
大

泉

川

・
大

泉

村

の
大

泉

は
、

大

泉

氏

と

い
う

郷

士

の
開

拓

に

よ

る

地

を
意

味

す

る
と

い

う

。

元
慶

六
壬
寅
年
此

の
地

の
郷
士
左
内
嫡
子
常
之
進
よ
り
大
泉
常
之
丞
と
代

々
此

の
地

を
治

め
、
殊
に
大
泉
常
之
丞

は
郷
内
人
民
に
命

じ
専
ら
開
懇
せ

し
む

。
大

泉
所
山
、

大
泉
川

の
称
此

の
郷

士
よ
り
出
で

た
り
。

（
明
治
三

五
年
内
務
省
神
社
局
旧

神
社
録
）

ま

た

一
説

に

は
大

泉

川

の
水

が

こ

の
辺

か

ら
伏

流

す

る

の
で

、

尾

の
泉

で
あ

る

オ
　ＩＳ
　ナ
シ

と

い

い
、

伏

流

し

て
下

流

へ

い

っ

て
水

が
出

る

の

で

、
「
尾

水

無

川

」
　（
帯
無
川
）

の
下

流

で
水

の

な

い

の
に

対

し

て
、
「

尾

出

水

川

」
（
大

泉
川
）
と

呼

ば

れ
下

流

へ

い

っ

て
湧

水

の
豊

富

な
川

を
意

味

し

た

の

で

あ

る
と

い

う
説

も

あ

る

。

永

禄

年

中

（
一
五
五
八
～

七
〇
）
大

旱

魅

の

と

き

か

ら

鹿
踊

り

が
始

ま

っ

た

が
、

お

め

で

た

い
名

の

つ

い
た
村

と

し

て

「
大

泉
」

が

あ

げ

ら

れ

て

い

る

の

で
、

こ

の

時

は

も

う

尾

泉

で

な

く
大

泉

で

あ

っ

た

こ

と

が
確

か

で

あ

る

。

永
禄
年
中
大
旱

燧
。
近
郷
雨
乞
い
大
願

成
就

し
て
御
礼

と
し
て
目
出
度

吉
村
名

と
し

て
鹿
踊
と
云
う
事
を
出
す
。

（
『
伊

那
郡
神
社
仏
閣
記

』）

戦

国

時
代

の

末

ご

ろ

、

大

泉

上

総

が

い
た

と

こ

ろ

で

あ

る

。

天
文
年
中
大
泉
上
総
居
館
の
跡
あ
り
。

（
『
伊

那
温
知
集

』）

図3-2　 大泉上総関係の碑

大
泉
上
総

の
古

記
録

は
な

い
が
、

大
泉
幸
屋

の
祝
殿
に
写
真

の
よ
う
な

「
大
泉
上
総
孫
」
と
書

い
た
石
碑
が

あ
る
。
（
図
３
１
２
）

慶
長

二
一
年

（
一
六
〇
八
）

に

は

春
日
街
道
が
で
き
、
大
泉
は
宿
場
と

な

っ
た
。
こ

の
時
は
東
西

に
縦
長

の

村

か
ら
、
南
北

に
横
長

の
街
道

ぞ
い

の
村
と
な
り
、
八
開

の
町

割
り
も
で

き
た

。
そ

の
町
割
り

の
あ
と
は
一
部

に
現
在
も
残

っ
て
い
る
。
約
五
〇
年

ほ

ど
し

て
、

慶
安
二
年
（

二
（

四
九
）

に
は
北
殿

へ

移
っ
て
、
「
大
泉
北
殿

合
宿
」
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
大
泉
か
ら
問
屋
一
人
と
伝
馬
六
人
が
北
殿
へ
下
っ

て
、
大
泉
が
西
側
に
構
え
、
北
殿
が
東
側
に
構
え
る
合
宿
と
な
っ
た
。
（
第
三
節

二
参
照
）

そ
の
前
年
、
慶
安
元
年
（
二（
四
八
）
に
は
、
大
泉
新
田
が
新
し
く
、
開
発
さ

れ
て
分
村
し
た
。
大
泉
新
田
は
諸
役
御
免
の
恩
を
う
け
た
加
集
杢
之
助
を
加
集
権

現
と
し
て
あ
が
め
て
い
る
。

匈
　
北
　
殿
　
村

北
殿
の
名
は
、
も
と
も
と
殿

村
と
呼

ば
れ
て
き
た
こ
の
地
域

が
、
南
北
に
分

か

j 封
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れ

て

か

ら
北

に

あ

た

る
殿

村

な

の

で

「
北

殿

村

」

と
名

づ

け

ら

れ

た

。

い
つ
分

か

れ

た

か
に

つ

い
て

は

、
大

か

た

は

慶

安

二

年

（

二
（

四
九
）
と

し

て

い

る

が
、

寛

文

一

二
年

（

二
（

七
二
）
説

も

あ

る

。

殿

村
古

工
殿
衛
、
中
古
殿
村
卜
改
メ
、
慶
安
二
年
南
北
両
村
ト
ナ
ル
、
慶
安
二
年
大

泉
宿
ヲ
北
殿
へ
移

シ
北
殿
大
泉
合
宿
ト
ナ
ル

（
『
長
野
県
町
村
誌
』
）

寛
文
十
二
年
迄
殿
村
一
郷
立
テ

マ
カ
リ
有

り
候
処
南
殿
寄
合
イ
相
談
万
事
ニ
ツ
キ
達

ツ
テ
分
郷

二
仕

ジ
ク
キ
願
イ

ニ
付

キ
北
殿
南
殿
卜
分

カ
ル

（
千
桐
屋
文
書
）

殿
村

は
そ
の
昔
殿
衛

と
称
し
た
。
建
御
名
方
命

が
行
宮
（
仮
の
宮
）

を
こ

の

地

に
な
さ
れ
、
多
く
の
家
来
た
ち
が
そ
の
殿
衛
（
殿
を
囲
ん
で
守
亘

を
し
た
地
で
あ

る
。
こ
の
殿
衛
が
後
に
な
っ
て
殿
村
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
そ
の
建
御
名
方
命
に
関
係
す
る
御
射
山
大
社
の
「
里
宮
」
が
あ
る
。

と
に
か
く
、
承
平
二
年

元
三
二
）
創
建
と
伝
え
ら
れ
る
殿
村
八
幡
宮
は
な
か

な
か
由
緒
が
古
い
。
創
建
か
ら
後
も
信
濃
守
護
職
の
小
笠
原
氏
に
ず
う
っ
と
尊
崇

さ
れ
、
天
文
二
三
年
（
一
五
五
〇
）
に
は
武
田
信
玄
が
七
貫
二
〇
〇
文
の
地
を
奉

納
し
、
江
戸
時
代
に
は
四
石
と
い
う
御
朱
印
も
あ
っ
た
。
こ
の
古
い
由
緒
を
も
つ

殿
村
八
幡
宮
と
と
も
に
あ
っ
た
の
が
殿
村
の
村
人
た
ち
だ
っ
た
。

慶
安
二
年
に
は
伊
那
街
道
大
泉
宿
が
下
っ
て
き
て
、
北
殿
大
泉
合
宿
と
な
り
、

以
来
明
治
初
年
ま
で
宿
場
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
元
禄
一
二
年
か
ら
は
古
科
と
上
知

に
分
割
統
治
さ
れ
た
。

㈲
　
南
　
殿
　
村

分
村
し
た
の
は
、
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
五
〇
年

ほ
ど
た
っ
た
元
禄
コ

ー年
（
二（
九
九
）
に
は
、
村
内
が
さ
ら
に
二
分

さ
れ
た
。

当
時
高
三
〇
〇
石
弱
の
と
こ
ろ
、
五
七
石
余
が
飯
島

の
代
官
所
（
幕
府
領
古
料
）

に
、
二
四
二
石
余
が
松
島
の
太
田
頷
（
私
領
上
知
）
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の

よ
う
に
領
主
が
ち
が
う
と

い
う
こ
と
は
、

い
ろ
い
ろ
影

響
が
あ
っ
た
が
、
明

治
八

年
に
南
箕
輪
村
が
誕
生
し
た
と
き
「
南
殿
耕
地
」
と
し
て
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
な

り
、
大
正
三
年
に
「
南
殿
区
」
と
な

っ
て
現
在
に
至

っ
て

い
る
。

㈹
　

田
　

畑
　

村

田
畑

の
由
来
も

は
っ
き
り
し
な

い
。
古
く
は
田
畠
と
か
き
、
後
に
田
畑
と

か
く

よ

う
に
な

っ
た
。
古

い
伝
え
に
よ

る
と
、
建
御
名
方
命
が
狩
を
な
さ

っ
た
と
き
、

命
と
そ

の
群
臣
に
食
料

を
さ
し
あ
げ

た
こ
と

か
ら
、
田
畑
と
呼

ぶ
よ
う
に
な

っ
た

と

い
う
。

田
畑
村

は
分
郷
も

な
く
、
統
治
右

一
つ
で

あ
っ
た
が
、
北
割
と
南
割
に
分

か
れ

て
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
が
神
社

を
も

っ
て
い
た
。
南
割

に
は
「
前
宮
神
社
」
が

あ
っ

て
建
御
名
方
命

を
祀

犬

神
田

五
反
歩

を
も

っ
て
い
、
穂
屋

の
神
事

の
と

き
の
遥

拝

所
で
あ

っ
た
。
北

割
に
は
「
神
明
宮
」

が
あ
っ
て
天
照
大

神
を
祀

っ
て

い
た
。

し
か
し
、
昭
和
二
三
年
に
な

っ
て
両

神
社

を
合

祀
し
て
「
田
畑

神
社
」

と
し
た
。

田
畑

村
は
、
明

治
八
年
に
田
畑
耕

地
と
な
り
、
大
正

三
年
以
降

「
田
畑
区
」

と

な

っ
て

い
る
。

田
畑
区

の
由
来
を
語
る
一

つ
と
し
て
、
清
水
の
城

が

字
清
水
（
権
現
）
に

あ

っ

た
と
伝
え
ら

れ
、
別
に
日
戸
氏
が
居
住
し
て

い
て
天

文
年
間
（
一
五
言

了

五
五
）

武
田
氏
に
敗

れ
た
こ
と
も
伝
え
ら

れ
て

い
る
が
、
中
世
以

前

の
こ
と
は
は

っ
き
り

わ
か
ら
な
い
。

囮
　

神

子

柴

村

神
子
柴
村
に

は
神
子
柴

遺
跡
が

あ
犬

こ

こ

は
、
旧
石
器
時
代
（
紀
元
前
一
万

年
）
に

既
に

狩
猟
文
化

を
も
っ
て
居
住
し

た
先
人

の
跡
で

あ
る
。
し

か
し
、
そ

の

後
の
経
過
は
定
か
で
は
な
い
。
御

射
山
社

の
碑
陰
に

は
、
こ

の

社

は

大
同
四
年

穴

○
九
）
坂
上
田
村
麻
呂

が
創
建
し

た
社
と
し

て
い
る
。
古

く

は

御
園

と
一
村

で
あ

っ
た
こ
と
が
記

さ
れ
る
が
年
代

は
わ
か
ら
な
い
。

古
工
御
腰
場
御
園
ト

ー
村
夕
几

分
村
年
暦
不
詳
。
中
古
御
輿
場
卜
云
ウ
。
後
御
子
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柴
卜
改
メ
、
延
宝
六
年
神
子
柴
卜
改
ム
。

（
『
長
野
県
町
村
誌
』
）

こ

の
辺

一
帯

の
地
と
建
御
名
方
命

の
ゆ
か
り

か
ら
、
命

の
行
宮

（
か
り
の
み
言

で

お
腰

を
か
け
ら

れ
た
の
で
「
御
腰
場
」

の
名
が

お
こ
り
、
御
輿

を
た
し

た
地
な

の
で
「
御
輿
場
」
と
改

め
ら
れ
た
と
し

て
い
る
。
の
ち
御
子
柴
と
改

め
ら

れ
、
延

宝
六
年
（
一
六
七
八
）
に

「
神
子
柴
」

と
改

め
ら
れ
、
今

日
ま
で
こ

れ

が

用

い
ら

れ
て
い
る
。
「
神
」
と

わ
ざ

わ
ざ
変
え
た

の
は
ど
う
し
た
意
味
で
あ
ろ
う
。

慶
長

六
年
（

コ
（
○
一
）
の
検
地
帳
に

よ
る
と
、
本
村
で
た

だ
一

つ
の
「
上
免
」

の
村
で

あ
る
か
ら
、
古

い
由
緒

を
も

つ
と
同
時
に
早

く
か
ら
裕
福

な
村
で

あ
っ
た

と
思

わ
れ
る
。
明
治

八
年
に
南
箕
輪
村

と
な
っ
た
の
に
、
明
治

二
（

年

に
は
独

立

し
て
単
独

の
「
神
子
柴
村
」
に

な
る
う
と
し

た
ほ
ど
の
実
力
も
も

っ
て
い
た
。

し

か
し
、

そ
の
分
村

は
き
き
と
ど
け

ら
れ
ず
、

神
子
柴
耕
地

か
ら
、
大
正

三
年

に

「
神
子
柴
区
」

と
な
っ
て
今

日
に

至

っ
て

い
る
。

㈲
　
沢
　

尻
　

村

沢
尻

は
数

奇
な
運
命

を
た
ど
っ
た
村
で

あ
る
。
古
代

は
「
沢
渡
」

と

い
い
、

後

に

な
っ
て
「
沢
尻
」

と
改

め
ら
れ
た
。
区
名

の
由
来

は
『
長
野
県
町
村
誌
』
に

よ

る
と
建
御
名
方

命
が
猛
獣
を
追

い
つ
め
た
き
わ
み
の

地

の

意
味

朧

み
は
尻
）
で

沢

尻
と
称
し
た
と
あ
る
。

文

応
元
年

（
一
三
（
○
）
に
御

射
山
社
の
再
造
営
の
式
を
執
行

し

た

の

が
、

神

職

宮
島

氏
で
あ

っ
た
。
羽
廣

の
山
王
権
現
に

は
、
「
文
明

五
年

（
一
四
七
三
）
六
月

一
五
日
祭

主
宮
島

津
盛
謹
行

」
と

い
う
棟
札

が
残

っ
て
お
り
、
沢
尻

に
宮
島

氏
館

跡

が
あ
る
。
こ
れ
ら
に

よ
っ
て
宮
島
氏

は
沢
尻
に
居

を
構
え
て

い
て
、
御
射

山
社

の
神
職

と
里
長

を
兼

ね
て
い
た
と
推
察

さ
れ
て
い
る
。

文
禄
元
年

（
一
五
九
二
）
宮
島
式
部

一
族
は
近
郷
土

人

の

た
め
に

襲

わ
れ
て
、

僅

か
に
数
人

と
逃

げ
茫
し
た
た
め
亡
村

と
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
土
人

た
ち
が
罪
に

座

し
て
か
ら
久
保
の
棚
木
城

主
棚
木
四

郎
（
姉
の
夫
）
方

に

寄
食

し
、

承
応
年
間

Ｏ
一
八

七

五

明

治

８

Ｇ
二
（

五
二

再

興

承
応

年

間

ｅ
一
五

九

二

亡
村

文

禄
元

図3-3　沢尻の推移

（

二
（

五
一
丁

五
五
）
に

な

っ

て

再

び

一
族

と

と
も

に

沢

尻

へ
帰

っ

た

が
、

久

保

か

ら
独

立

せ

ず

に

久

保
に

属

し

て

い

た

の

で
、

「
久

保

沢

尻

村

」

と

合

村

の

よ

う

な
形

で
過

ご

し

て

き

た

。

と

に

か

く
、

沢

尻

は
古

く

か

ら

相

当

の

力

を

も

っ
た
村

で

あ

っ
た

こ

と

は

確

か

で

あ

る

。
明

治

八
年

に

沢

尻

耕

地

と

な

り
、

大

正

三

年

に

沢

尻
区

と

な

り
、

西

天

竜

が

で

き

信
大

農
学

部

や

上

農

高
校

も

近

く
に

で

き

た

の

で
、

め

ざ

ま

し

く
発

展

し

つ

つ

あ

る

。

中

ノ

原
区

の
合

併

昭

和

二

二
年

の
春

か

ら
中

ノ

原

区

が

あ

っ
た

。
昭

和

二

四
年

の

「
村

勢
要

覧

」

に

も
部

落

名

に

中

ノ
原

の

記
載

が

あ

る

昭

和

二

九

年

コ

ー
月

ご
二

日
、

小

異

を
捨

て

て
沢

尻
区

へ

編

入

す

る

こ

と

に

な

っ
た

。

区

で

あ

っ
た

当
時

に

「

諏

訪

神

社

」

を

お

迎

え

し

て

産
土

神

と

し

た

が

、

い
ま

は
当

時

の

人

j 妬
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々
の
祝
殿
と
な
っ
て
い
る
。

㈹
　
南
　
原
　
区

南
原
の
地
域
一
帯
は
、
中
野
原
と
称
す
る
入
会
原
野
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
二
年

に
、
新
し
く
誕
生
し
た
区
で
あ
る
。
南
箕
輪
の
南
方
に
あ
る
の
で
、
南
原
区
と
称

す
る
こ
と
が
区
総
会
で
き
ま
り
、
そ
の
よ
う
に
称
し
て
き
た
。

南
原
の
た
く
ま
し
い
開
拓
精
神
と
そ
の
村
づ
く
り

の
原
点

は
、
二
つ
の
「
拓

魂
」
の
碑
が
伝
え
て
い
る
。

○
南
原
の
「
拓
魂
」
の
彿

入
植
年
月
　
　
昭
和
二
十
一
年
十
一
月

入
植
戸
数
　
　
四
十
六
戸

開
拓
総
面
積
　
八
十
余
町
歩

電
気
導
入
　
　
昭
和
二
十
四
年
二
月

水
道
完
備
　
　
昭
和
三
十
一
年
二
月

○
西
原
の
「
拓
魂
」
の
彿

入
植
年
　
　
　
昭
和
二
十
一
年

入
植
戸
数
　
　
二
十
回
戸

電
灯
完
備
　
　
昭
和
二
十
七
年
九
月

水
道
施
設
　
　
昭
和
三
十
一
年
三
月

水
道
完
備
　
　
昭
和
四
十
七
年
四
月

南
原
区

と
な
っ
て
も
、
開
拓

の
過
程

に

よ

っ
て
、
農
協

は
南
箕
輪
（
南
原
開
拓

帰
農
組
合
）
と
西
箕
輪
（
西
原
開
拓
組
合
）
に
分

か
れ
学
校
も
同

じ
く

委
託
で
は

あ

る
が
、
伊
那
小
中
学
校
と
西
箕
輪
小
中
学
校
に
分

か
れ
て

い
る
。

固
　

大
　

芝
　

区

昭
和
二
二
年
、
大
芝
原

村
有
林
の
開
拓
に
よ

っ
て
、
新
し
く
誕
生
し
た
区

で
あ

る
。
区
名

の
出
来
も
大
芝
原

か
ら
、
大
芝
区
と
し
た
。

昭
和
二
一
年
、
敗
戦
後
の
ど
ん
底
生
活
の
中
か
ら
、
数
名
の
二
、
三
男
を
中
心

と
し
た
青
年
た
ち
の
強
い
希
望
に
よ
宍

こ
の
地
の
開
拓
が
計
画
さ
れ
、
県
知
事

の
開
拓
適
地
の
指
定
を
う
け
、
翌
二
一
年
か
ら
入
植
者
が
入
る
よ
う
に
な
り
、
二

九
戸
に
よ
る
四
八
ｈ
の
大
芝
区
が
誕
生
し
た
。

開
拓
の
事
情
は
「
拓
魂
」
の
碑
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ま
そ
の
一
部
を
略

記
す
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

彿
面
　
拓
魂

彿
陰
　
大
芝
開
拓
彿
　
　
　
由
来
（
略
）

主
な
る
事
業

総
面
積
　
　
　
五
八
町
三
反

耕
地
面
積
　
　
四
八
町
六
反

入
植
年
度
　
　
昭
和
二
一
年

入
植
戸
数
　
　
二
九
戸

横
井
戸
掘
　
　
昭
和
二
二
年

電
灯
工
事
　
　
昭
和
二
四
年

神
社
建
立
　
　
昭
和
二
七
年

成
功
検
査
　
　
昭
和
三
〇
年

公
民
館
　
　
　
建
設
昭
和
三
三
年

四
ノ
沢
　
　
　
水
道
昭
和
三
三
年

村
営
水
道
　
　
昭
和
四
一
年

⇔
　
北
　
原
　
区

昭
和
二
一
年
、
北
原
地
籍
に
、
各
地
か
ら
の
入
植
者
一
〇
戸
に
よ
り
、
北
原
開

拓
団
を
設
立
し
、
一
一
町
九
反
を
開
拓
し
て
、
北
原
区
が
誕
生
し
た
。
北
原
地
籍

の
こ
の
地
で
あ
っ
た
か
ら
、
字
名
ど
お
り
「
北
原
区
」
と
称
し

た
。
一
時

は
一

七
、
八
戸
に
ふ
え
た
が
、
現
在
は
一
回
戸
で
、
日
本
一
小
さ
い
区
と
自
認
し
て
い

る
。

召Z
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図3-4　 南箕輪の各区の推 移

昭
和
三
三
年
に
は
懸
案
で
あ
っ
た
水
道
も
ひ
か
れ
、
昭
和
四
〇
年
に

は
区

の

「
諏
訪
神
社
」
も
建
立
さ
れ
て
、
今
日
に
及
ん
で
い
る
。

⇔
　

中
　
込
　
区

昭
和
五
〇
年
八
月
三
日
、
中
込
団
地
一
〇
五
戸
を
も
っ
て
、
中
込
区
が
誕
生
し

た
。
昭
和
四
五
年
か
ら
県
企
業
局
の
団
地
造
成
が
は
じ
ま
り
、
入
居
戸
数
一
〇
二

戸
が
結
局
一
〇
五
戸
と
な
っ
て
、
南
箕
輪
村
第
一
二
番
目
の
新
し
い
区
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
中
込
区
の
よ
う
に
、
団
地
だ
け
で
区
を
形
成
し
た
の
は
、
県
下
で
最

初
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
。

中
込
の
名
称
は
、
中
込
城
の
あ
っ
た
地
に
ち
な
ん
で
つ
け
ら
れ

た
。
中

込
城

は
、
天
文
一
四
年
（
一
五
四
五
）
に
武
田
信
玄
が
福
与
城
を
攻

め
た
と
き
、
福
与

城
の
出
城
の
一
つ
と
し
て
、
塩
ノ
井
中
込
城
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

現
在
で
も
字
「
中
込
」
が
あ
っ
て
、
わ
ず
か
に
中
込
城
を
偲
ば
せ
て
い
る
が
、

新
し
く
誕
生
し
た
「
中
込
区
」
は
区
と
し
て
発
展
し
つ
づ
け
て
い
る
。

ま
　
と
　
め

以
上
南
箕
輪
村
の
村
々
の
由
来
と
推
移
を
一
つ
一
つ
に
記
し
て
き
た
が
、
こ
れ

を
図
表
に
す
る
と
図
３
－

４
の
よ
う
に
な
る
。

7 窃



第2 節 村　の　姿

第
二
節
　

村
　
の
　
姿

」
　
領

主

と

村

Ｈ
　

領
主
の
交
替

江
戸
時
代

を
通

じ
て
、
当
村
地
域

の
特
色

は
、
天
領
と
私
領

の
交
代

が
め
ま
ぐ

る
し

く
、

ま
た
、
同

じ
箕
輪
領

と
し

て
き
た
地
域

が
天
領

と
私
領
に
二
分

さ
れ
て

統
治

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
概
要

を
図
示

す
れ
ば
図
３
１

５

の
よ
う

で

あ
る
。

こ
こ
で
は
そ
れ
を
三
期
に
分

け
て
次
の
よ
う
に
記
述

す
る
こ

と
と
す
る
。

○
田
中
城
か
ら
木
下
陣
屋
へ
　
　（
前
期
）

○
松
島
陣
屋
と
飯
島
陣
屋
　
　
（
中
期
）

○
飯
島
役
所
と
松
本
役
所
　
　
（
後
期
）

１
　

田
中

城
か
ら
木
下

陣
屋
へ
（
江
戸
時
代
前
期
）

近
世
に

な
っ
て
前
期

の
約
一
〇
〇
年
間

は
、
私

た
ち

の
村

々
の
領
主
は
、
図
３

１

５

の
よ
う
に
、
私
領
（
大
名
の
領
地
）
と
天
領
（
幕
府
の
領
地
）
と
が

交
互

に

交

久保一塩ﾉ 井･沢尻吐 知･北殿傭 殿

大泉･田畑･神子柴･北殿･南殿

⑤

⑧

慶長6(㈲1)

左　　　　　 右

小 笠原氏(飯田領)

拓00

慶長18(1613)

元和3(1617)

脇坂氏(飯田剔

(16,400石)1650

寛文12(1672)

天 和2(1682)

元禄12(16㈱

板倉氏 休 刊

(16,000 石)

1700

5,000 石

替
し
た
。
ま
ず
飯
田
城
主

の
小
笠
原
氏
が
、
箕
輪
領
（
二
六
か
村
）
一
万
石
を
、

田
中
城
に
代
官
二
木
氏
を
お
い
て
治
め
た
。
そ
の
時
の
執
権
が
春
日
淡
路
守
で
、

春
日
街
道
を
造
っ
た
人
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
大
洪
水
の
た
め
に
田
中
城
を
ひ
き

あ
げ
て
木
下
陣
屋
に
移
っ
た
の
が
、
慶
長
一
八
年
（
ヱ（

Ｉ
三
）
の
こ
と
で
、
こ

の
時
か
ら
天
領
に
な
っ
た
。

四
年
後
の
元
和
三
年
（
コ
（

Ｉ
言

か
ら
再
び
飯
田
城
主
の
脇
坂
安
元
の
私
領

と
な
り
、
こ
の
脇
坂
時
代
は
五
六
年
間
続
い
た
。
箕
輪
領
は
こ
の
こ
ろ
三
三
か
村

に
増
え
た
。
こ
の
時
代
は
新
田
村
が
多
く
つ
く
ら
れ
、
大
泉
村
か
ら
大
泉
新
田
が

誕
生
し
た
。
そ
の
時
の
郡
代
加
集
木
工
之
助
も
こ
の
木
下
陣
屋
に
い
た
わ
け
で
あ

そ
れ
か
ら
再
び
幕
府
領
に
な
り
、
一
〇
年
の
後
ま
た
私
領

の
板
倉
領

と
な
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
江
戸
時
代
初
期
の
約
一
〇
〇
年
間
に
私
領
↓

天
領
↓

私
領
↓

天

領
↓
私
領
と
交
互
に
五
度
も
交
替
が
あ
っ
た
。

①
　
小
笠
原
領
（
私
領
）
　コ

ー年
間
　
　
田
中
城
陣
屋

○
　
幕
府
領
　
（
天
領
）
　
四
年
間
　
　
木
下
陣
屋
（
代
官
飯
島
）

㈲
　
脇
坂
領
　
（
私
領
）
五
六
年
間
　
　
木
下
陣
屋

宝暦 フ(1757)

文化2(1805)

(3)

文化5(1808)

文ｲじ 巾8 岡

ｒ　　　　　 ・私　　　 天

領　　 頷

盲 回 皿

ｎ

‥
＝

―

―

‐

ｍ

川

川
自

幕

府

太

田

氏

領

文久2(1862)

８ 月

1869

1872

1876

長野県　　　　ｔ

図3-5　 南箕輪の所 領の変 遷
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㈲
　

幕
府
頷
　

（
天
領
）
　一
〇
年
間
　
　

木
下
陣

屋
（
代
官
飯
島
）

⑤
　

板
倉
頷
　

（
私
領
）
　一
七
年
間
　
　

木
下
陣
屋

２
　

松

島
陣

屋

と

飯

島

陣

屋

（
江
戸
時
代
中
期

）

箕

輪

領

内

に

属

し

て

い
た

当

地
域

に

と

っ

て
、

元

禄

コ

ー年

（
一

六
九
九
）

は
国

替

え

の
大

変

な

年

で

あ

っ
た

。

板

倉

氏

が

備

中

（
岡
山
県
）

の

庭

瀬

へ
国

替

え

と

な

っ

た

の

で

あ

る

。
国

替

え

は
村

に

と

っ
て

大

変

な

こ

と

で

あ

っ

た

。

も

ん

や

「

日

限

記

」

に

は
次

の
よ

う

に

記

さ

れ

て

い

る

。

国
替

エ
、
元
禄

十
二
年
己
卯
二
月
九
日

二
江
戸

ヨ
リ
申

シ
来

り
候
替

り
四
月
廿

八
日
東

六
左
衛
門

へ
御
口

成
ラ
レ
侠
テ
、
四

月
廿
九
日

御
請
取
り
成
ラ
レ
候（

も
ん
や
文
書
）

こ

こ
で

は
日

記

帳

で

あ

る

の

で

簡

略

に

記

さ

れ

て

い
る

が

、

井

沢

文

書

は

木
下

へ
代

官

の

手

代

が

来

た

と

き

の

様

子

を

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い
る

。

二

月

九

日

に
御

地
頭

の

板
倉

頼

母
様

は

備
中

（
岡
山
県
）

の

庭

瀬

へ

御
取

替

え

の
通

知

が
来

た

。

三

月

一

九

日

に
貢

租

帳

で

あ

る

小

物

成
帳

を

御
勘

定

所

へ

差

し

あ

げ
、

御

請
取

り

の
代

官

の

手
代

四

人

が
四

月

二

九

日

に
木

下

へ

着

い
た

。

ま

ず
、

箕

輪

領
村

の

絵
図

面

を

差

し

出

し
、

続

い
て

五

月

一

日

に

「
百

姓

請
取

渡

し

」

を

し

、

陣

屋

の

絵

図

面

を

渡

し

た

。
百

姓

方

へ

差

し

出

さ

せ

た

帳

面

は
、

元

禄

二
年

か

ら

Ｉ
〇

年

ま

で

の
、

御

取

付

分

米

帳

・
覚

書
帳

・
宗

旨

帳

・

五

人
組

帳

・

人

別
帳

・

鉄

砲
帳

・
差

出
帳

・

そ

の

ほ

か
御

法

度

書

数

通

で

あ

っ

た

。

百

姓

方

か

ら

も
村

々

の
困

窮

の
訳

や

願

書

を
数

通

差

し

あ

げ

た

。

こ

の

と

き
箕

輪

二

九

か
村

か

ら
出

さ

れ

た

お
願

い
書

は
次

の

よ

う
で

あ

っ

た

。

恐

レ
ナ
ガ
ラ

書
付

ケ
ヲ
以

テ
御
訴
訟
仕

り
侯
御

事

信
州
伊

那
郡
箕
輪
領
ノ
義
唯

今
迄
、
板
倉
頼
母
様
御
知
行
所

于
ア
御
座

侠
所

二
此
ノ
度

御
所
替

エ
ニ
付

キ
願

イ
奉

り
候

。
箕
輪
頷

ノ
義

、
悪
地
其

ノ
上
近
年
不
作
仕

り
侠

。
殊

コ
去
ル
年
中
両
度

ノ
満

水
ニ
テ
天
竜
川
筋

ノ
村

々
田
地
大
小
川
欠

ケ
仕

り
候
。
山
方
村

々
ノ
義
（

皆
猪
鹿
夥

シ
ク
発
向
、
田
畑
共

二
荒

シ
迷
惑
仕

り
候
。
尤

モ
頼
母
様

ニ
モ
御

慈
悲
下

サ
レ
、
年

々
御
物
成
等
モ
末
へ
送
り
候
儀

、
極

メ
ラ
レ
下

サ
レ
候

工
共

、
当

年

御

所
替
エ
ニ
ツ
キ
、
去
年
ノ
御
年
貢

急

二
御

差
立
テ
極

メ
ラ

レ
下

サ
レ
族

工
共

、
御

慈

悲
下

サ
レ
、
御
物
成
等

モ
末

へ
送
り
候
儀
、
極
メ
ラ
レ
下

サ
レ
候
故

、
数

年
ノ
難
儀

一

度

二
指

シ
詰

リ
、
百

姓
イ
ヨ
イ
ヨ
困
窮
仕

リ
、
田
畑
仕
付

ケ
申

ス
ペ
キ
便

モ
御
座

ナ
ク

族
故

、
恐

レ
ナ
ガ
ラ
作
食

ノ
拝
借
仰

ギ
奉

り
候

。
聞

コ
シ
メ
シ
分

ケ
ナ
サ

レ
、
御
慈
悲

二
作
食
仰

セ
付
ケ

ナ
サ

セ
ラ

レ
下
サ

レ
候
ワ

バ
、
有
難

ク
存

ジ
奉

り
候
　

以
上

元
禄
十
二
年
卯
四
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

箕
輪
廿
九

力
村

（
略
）

御
代
官
様

。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
大
出
井
沢
文
書
）

こ

こ

で

は

国
替

え

に

よ

り

、

い
ま

ま

で

急

が

な

か

っ
た

年

貢

を

Ｉ
時

に

と

り

た

て

ら

れ

て

、

作

食

が

な

く
ｍ

畑

の
仕

付

け

が

で

き

な

い
か

ら

作

食

を

貸

し

て

ほ

し

い

と

訴
願

し

て

い

る

。

世

は
元

禄

凰

の
時

代

と

い

う

か

ら

、
長

民

も

浮

か

れ

気

分

は

あ

っ

た

か

も

し

れ

な

い

が
、

こ

こ

で

は
作

食

が

な

い

と

い

う

。

ま

た

次

の

よ

う

な
夫

食

（
農
民

の
食
糧
）

が
不

足

す

る

と

い

う

の

で

お

願

い

を

い

く

ど

も
し

て

い

る

か

ら
、

か

て
に

な

る
も

の

は
木

草

柴

何

で

も

た

く

わ
え

お

く

よ
う

に

し

て

い

る

と

一
札

を

だ
し

て

い

る

。

指

シ
上
ゲ
申

ス

ー
札
ノ
事

近
年
打
続

ク
不
作
仕

り
候

二
付

キ
百
姓
夫
食
不
足
仕

り
族
。
御
公
儀
様

へ
願
出
デ
、
是

モ
数
多
ノ
事

二
御
座
候

エ
バ
難
渋

二
御
座
候
間
、
木
草
柴
其
ノ
外
何

ニ
テ
モ
、
か
て
杯

二
成

ル
ペ
キ
モ
ノ

タ
ク
ワ

エ
置
キ
飢

エ
ザ

ル
様

二
仕
ル
ペ
キ
旨
、
仰
セ
渡
サ
レ
其
ノ
意

ヲ
得
奉
り
候
。
右
ノ
趣
小
百
姓
、
水
呑
迄
銘
々

二
申

シ
渡

シ
、
名
主
方
へ
印
形
取

り
置

キ
申

ス
ペ

ク
候
。
若

シ
不

念
ノ
仕
方
之
ア
ル
者

久

其
ノ
名
主
、
組
頭

何
様
ノ
越
度

二

モ
仰
セ
付
ケ
ラ
ル
ベ
ク
侠
　

以
上

元
禄
十
二
年
卯
五
月

御
代
官
様

信
州
伊

那
郡
箕
輪
領
村

々

（
名
主
印
略
）

当
時
男
の
三
割
は
江
戸
稼
ぎ
を
し
て
村
に
い
な
か
っ
た
と
い
う
箕
輪
領
内
の
こ

と
で
あ
る
か
ら
、
お
年
貢
も
納
ま
ら
な
い
者
が
相
当
に
あ
っ
た
。
こ
の
年
の
六
月

j卯
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に

そ

う

し

た
貢

租

未

進
者

を
引

き

っ

れ

て
江

戸

へ

い

き
入

牢

さ

せ

る
と

い
う

通

知

が
、

領

内

の
名

主

あ

て
に

だ

さ

れ

て

い

る

。
北

殿

村

で

も
怠

納

の

た

め
名

主

が

入

牢

さ

せ

ら

れ

た

ら
し

く
、

次

の
文

書

が

残

っ

て

い

る

。

去

る
辰

、
元
禄

一
三
年

（
一

七
〇
〇
）
御
年
貢
金

の
儀
何

れ
も
皆
済
致
す

の
処
北
殿

村

の
義
百

姓
埓
明

か
ず
候

由
に
て
段

々
延
引
に
及

び
滞

り
申
し
候
　

不
届

の
義
に
付
き

名

主
甚

左
衛
門
今
日
牢
舎
申
し
付

け
侠
　
何

れ
も
其

の
意

を
得
謂

な
く
御
用
滞
ら

ず
候

様
致

す
べ
く
、
村

々
心
得

さ
せ
申

し
送

り
候
条
此
旨
村
中
惣
百

姓
へ
申
し
聞

か
さ
る
べ

く
候
、
此
状
村
下

へ
名
主
印
形
致

し
相

剋
わ
し
留
村
よ

り
返
し
申

さ
る
べ
し
　

以
上

（
御
代
官
辻

六
郎
右
衛
門

の
手
代
）

（
元

禄
十
四

已
年

）
五
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

飯
山
半
平

（
二
十
四

か
村
略
）

右
村

々
各
名
主
中

（『
上
伊
那
郡
史
』
）

こ

の
怠

納

者

を

た

さ

な

い

よ

う
名

主

に

あ

て

だ
回

状

は
二

四

か
村

に

だ
さ

れ

て

い

る

。

そ

の
文

の

な

か
に

北

殿

村

名

主

の
入

牢

が

引

用

さ

れ

て

い

る

の
で

あ

る

。

こ

の
二

四

か
村

の
中

に

は
、

大

泉

村

・

神

子

柴

村

・
ｍ

畑

村

・

南

殿

村

の
名

が

み

え

る

。
名

主

が

年

貢

の
取

込

み

を

な

さ

ず
怠

納

の
罪

に

と

わ

れ

た
記

録

は
あ

ま

り

な

い
が

、

元

禄

以

前

に

も

久

保

村

の
茂

大

夫

が

納

入

を

怠

り

、

領

主

脇

坂

氏

の
と

き

、

財

産

没

収

追

放

の
処

分

を

う

け

た
と

い
う

口

碑

が

残

っ
て

い

る

。

（『
上
伊
那

郡
史
』
）

ま

た
も

ん
や

文

書

の
中

に

は

南

殿

村

の

七
兵

衛

が

元

禄

六

年

（
一
六
九
三

哭

酉

の

八
月

一
日

に

小

野

祭

に

い
き

、

こ

れ

か
ら

欠

落

ち

し

た

と

い

う

記

録

が

あ

こ

の
よ

う

に

元

禄

と

い
う

時

は
、

い

わ
ゆ

る

元

禄

文

化

で

世

の
中

は

は

で

に

な

っ

た
が

、

国

替

え

そ

の
他

で

当

地

区

は
な

か
な

か

苦

し

い
と

き

で

も

あ

っ
た

。

以

上

述

べ
て

き

た

よ

う

に

国

替

え

は
、

百

姓

に

と

っ
て

大

変

な

こ

と

で

あ

る

が
、

元

禄

コ

ー年

の
国

替

え

に

は
も

う

一

つ
大

き

な

変

革

が

あ

っ

た

。
こ

の
年

ま

で

同

じ
箕

輪

領

内

で

同

じ

よ

う
に

治

め

ら

れ

て
き

た
村

々
が

、

大

き

く
五

〇

〇

〇

石

ず

っ
に

二

分

さ

れ
て

統

治

さ

れ
る

よ

う

に

な

り
、

南

殿

村

や

北

殿

村

で

は
同

じ

村

の
中

ま
で

二

分

さ

れ

て
し

ま

っ

た

の
で

あ

る

。

図

３
－

５

の
よ

う

に

、

久

保

村

（
塩
ノ
井
・
沢
尻
を
含
む
）

の

全

部

と

、

北

殿

村

の

一
部

（
上
知
）
と

南

殿

村

の
大

部

分

工

知
）
と

が
、
松

島

村

な

ど
と

と

も

に

、

太

田

資

良

の
支

配

を

う

け

る

よ

う

に

な

っ
た

。

こ

れ

を

上

知

薪

料
）
と

い

い
、

太

田

氏

は
松

島

の
陣

屋

で

執

務

し

た

。
他

の
古

料

は
飯

島

陣

屋

が

支

配

し

た

。
同

じ

箕

輪

領

が

二

分

さ

れ

た

だ
け

で

な

く

、

北

殿

村

は

た

っ
た

二

軒

が

上

知

と

な

り

、

南

殿

村

は
五

分

の
四

が

上

知

と

な

っ
て

太

田

氏

に

治

め

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

。

ど

う

し

て

こ

ん

な

こ

と

に

な

っ
た

か

、

次

の
よ

う

に

樽

木

代

に

関

係

し

て

、

北

殿

・

南

殿

が

あ

と

が
ら

太

田

領

に

追

加

さ

れ

た

の
で

あ

っ
た

。

元
禄
十
二
卯
年
松
島
・
南
小
河
内
・
下

手
良
・
久
保
村
太
田

隠
岐
守
様
へ
五
千
石
渡

ル
。
右
四

力
村
往
古
ヨ
リ
樽
木
代
コ
レ
ア
リ
候

二
付

キ
、
新
兵
衛
様
御
支
配

ノ
内

御
訴

訟
申

シ
ア
ゲ
御
免

ニ
テ
其
ノ
代
り
北
殿
村
南
殿
村
弐
力
村
ノ
内
ヨ
リ
樽
木

高
程
隠
岐
守

様

へ
渡

シ
候

（
千
桐

屋
文
書
）

そ

の
時

の
分

け

方

は

次

の
と

お

り

で

あ

っ
た

。

上
知
　

六

∵

七
五
〇
石

北
殿
村
一
〇
四
五
・
⊇

一
石

↓
古
料
九
八
三
・
二
七
二
石

上
知
二
三
九
・
八
七
〇
石

南
殿
村
二
九
七
・
四

一
一
石

↓古

料
　

五
七
・
五
四

一
石

太
田
領

へ
６
％

幕
府
領
　
9
4％

太
田
領

へ
8
1％

幕

府
領
　

９
％

同
一
村
内
が
異
な
っ
た
統
治
を
う
け
る
こ
と
は
、
そ
の
後
の
村
内
に
い
ろ
い
ろ

な
屈
折
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

太
田
領
に
な
っ
て
五
八
年
、
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
に
は
、
太
田
氏
が
江
戸

蔵
米
奉
行
と
な
っ
た
た
め
幕
府
領
と
な
っ
た
。
こ
の
聞
飯
島
役
所
の
支
配
を
う
け

151
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る

こ

と

前

後

約

五

〇
年

ず

っ

の

Ｉ
〇

〇

年

間

で

あ

っ

た

。
太

田

領

（
私
領
）
に

な

っ
て

み

る

と

、

天

領

と

の

差

が

で

て

き

て

、

も

う

一

度

箕

輪

領

が

一

手

に
天

領

に

な

る
よ

う

に

嘆

願

し

て

、

宝

暦

七

年

（
一
七
五
七
）
に

そ

れ

が

か

な

え

ら

れ

る

形

に

な

っ

た

。

ま

た
、

慶

応

四

年

の

嘆

願

書

に

は

、

松

島

村

外

七

か

村

の

中

に

、
北

殿

村

、

南

殿

村

の
惣

代

と

し

て

年

寄

勝

之

助

、

百

姓

代

清

七

と

、

久

保

村

塩

ノ
井

村

の
惣

代

孫

右

衛

門

も

連

署

し

て

い
る

。

知
行
所
村
々
課
役
等
御
免
願
　

慶
応
四
年
四
月

信
州
伊
那
郡
松
島
村
外
七

力
村
惣
百
姓
共
、
惣
代
ヲ
以

テ
苛
政
難
渋
ノ
段
御
総
督
様

へ
御
願
イ
申

シ
上
ゲ
奉
リ
：
：
：
右
八

力
村
ノ
儀
（

往
古
ヨ
リ
箕
輪
郷
一
手

二
御
代
官

所
御
支
配
ヲ
蒙

り
奉

久

元
禄
十
二
卯
年
太
田
家
知
行
所

二
相
成
り
累
年
困
窮
仕
リ

難
渋

二
詰

り
陥
チ
候
段
、
旧
幕
府

へ
歎
願
仕
り
宝
暦

七
丑
年
復
古
仕
り
箕
輪
郷
一
手

ノ
御
料
地

二
罷
成
…
…

（
箕
輪
町
松
島
東
文
書
）

こ

の
願

書

に

は

こ

の
あ

と

平

年

は
よ

い
が

違

作

の
年

な

ど

、

太

田

領

は
年

貢

上

納

の
取

立

て

が

き

び
し

く
、

そ

の
他

、

天

領

と

異

な

り

困

難

な

点

が

多

く
述

べ
ら

れ

て

い

る

。

結

局

、

太

田

領

は
元

禄

コ

ー年

（

二
（

九
九
）

か

ら

宝

暦

七

年

（
一
七
五
言

の

五

八
年

間

と

、

文

化

二

年

（
一

八
〇
五
）

か
ら

同

五

年

（
一
八
〇
八
）
ま

で

の
四

か

年

間

、

お

よ

び

文

久

二
年

（
一
八
六
二
）
か

ら

明

治

二

年

に
伊

那

県

に

な

る

ま

で

の

七

か
年

間

の
三

回

で

あ

っ

た

。

こ

の

よ

う
に

と

び

と

び

に

三
回

に

わ

た

っ
て

七

〇

年

ほ

ど

私
領

の

太
ｍ

領

で

あ

っ
た

が
、

そ

の

ほ

か

の

Ｉ
〇

〇

余

年

間

は
、

天

領

で

あ

っ
た

。
天

領

と
私

領

の
交

錯

し

た
支

配

か

ら
、

幕

末

の
慶

応
年

間

に

は
天

領

に

し

て

ほ

し

い
と

い
う

よ

う

な
願

書

も

で

て

い

て
、

複

雑

な
支

配

を

う

け

て

き

た

地
域

の
村

民

の
苦

渋

が

し

の

ば

れ

る

。

３
　

飯

島

役

所

と

松

本

役

所

（
江
戸
時
代
後
期
）

元

禄

一

二
年

（

二
（

九
九
）

に

幕

府

領

に

な

っ

た

箕

輪

五
〇

〇

〇

石

に

は
、

大

泉
村
・
田

畑
村
・
神
子
柴
村
と
古
領
の
北
殿
村
（
大
部
分
）

と
南
殿
村

（
一
部
）

と

が
あ
っ
た
。
御
料
所
と

か
天
領
と

か
い
う
幕
府
領
に
は
二
と
お
り
あ

っ
て
、
郡

代
や
代
官

を
お
い
て
直
接
支
配

す
る
所
と
、
旗
本
や
大
名
に
委
任
し
て
支
配
さ
せ

る
「
預

り
所
」
と
い
う
所
と
で
あ
っ
た
。

表

３
－

２
の
よ
う
に
元
禄

コ

ー年

（
一
六
九
九
）
か

ら

幕
府
領
に

な
っ
た

村

々

は
、
木
下

陣
屋

の
支
配

を
う
け
て

い
た
が
、
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
に

大
風

で

大
破

し
て
木
下
陣
屋
（
慶
長
一
七
年
か
ら
一
二
五
年
間
）
が

廃

止
さ
れ
た

の
で

飯
島

役

所
の
支
配

を
う
け
る
よ
う
に

な
っ
た
。

飯
島

役
所

の
支
配

を
う
け
て
一
一
〇
余
年

た
っ
た
文
化
一
一
年
（
一
八
一
回

か

ら
、
松

本
城

主
戸
田

氏
の
預

り
所
に
な
っ
た
。
伊

那
郡

内
一
万
石

と
と
も
に
松
本

の
預

り
所
に
な
っ
て
五
〇

余
年
、
明

治
元

年
（
一
八
六
八
）
か
ら

伊

那
県
の

治

下

に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
南
箕
輪
の
村

々
は
、
天

領
と
私
領
と
な
り
、
ま
た
木
下

陣
屋
と

松
島
陣
屋
、
さ
ら
に
松
本
城
主
と

い
う
よ
う
に
、
領
主
の
め
ま
ぐ
る
し

い
交
替
の

中
で
、

い
く
ど
か
領
内
が
ま
た
村
内
が
一

つ
に
な
る
よ
う
に
と
願

い
な
が
ら
、
明

治
維
新

を
迎
え

た
の
で

あ
る
。

ｄ
‥
　
村

の

構

成

１
　

村

方

三

役

江
戸
時
代

の
農
村

の
統
治

の
し
か
た
は
自
治
制
で
、
領

主
は
村
役
人

を
と

お
し

て
治

め
た
。
村
役

人
は
名

主
（
庄
屋
）
・
組
頭

・
百
姓
代

で
あ
り
、

こ
れ

を

村
方

三
役

と
呼

ん
だ
。
村
役

人
は
村

の
全
般
に
わ
た
る
仕

事
を
し
た
が
、

一
番
大

き
な

仕

事
は
、
村
民

か
ら
年
貢

を
取

り
立
て
て
そ
れ
を
領

主
に
、
期

日
ま
で
に

ま
ち
が

い
な
く
納
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
時
代

の
年
貢

は
村

へ
割

り
当

て
ら
れ
る
の
で
、

そ
れ
を
田
畑

の
持
高
に

応
じ
、
村
民

ひ
と
り
ひ
と
り

に
割

り
当

て
徴
収

し
た
。
こ
の
年
貢

の
割
当

て
と
、

そ
の
徴
収

が
村

役
人
の
大

き

な
仕
事
で
あ

っ
た
。
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第２節　村　 の　姿

頷　　主

保科正直(１月～３月)

毛利秀頼(３月～４月)

菅沼定利(９月⇒　　)

真田信幸

京極勘 口

小笠原秀政(飯田城主)

(松本城へ)

幕府頷

(1卜 ㈲

脇坂安元(飯田城主)

川 副( 元和3)

該ぐ
ぐ

吉搬脇
(承応3)

幕府頷

(72~81)

表3-2　 江戸時代の領主交替表（文書により多少くい ちがいあり）

郡① 代 官

徳川 方　　　　 （ 高遠城主 ）

織田方　　　　 （ 飯田城主 ）

徳川 方（朝日子助 ）奥 田城主 ）7万石

豊 臣方

豊 臣方　　　　 （ 飯田城主 ）12万石

二 木六右ヱ門（春Eﾖ 淡路）

宮崎 太郎右ヱ門

加集木工之助 ・山岡八 郎右 ヱ門

に6 閲( 元和3)

佐惣治 右ヱ門 ・伊那 八兵ヱ

(16帽( 元和 八

天羽米 右ヱ門

(1囲5)( 寛永12)

加 集木工之助 ・山岡八郎右 ヱ門

(1648)( 慶 安元)

天羽七右ヱ門

設楽源右ヱ門

設楽太郎兵ヱ

(16州( 寛文12)

(1回)( 寛文13)

川 励( 延宝５)

板倉重知聯82)( 元和2) 足立兵右ヱ門・江澄四郎兵ヱ
(拓8則 元和２)

板倉重高(1684)(貞享元) 名倉八郎右ヱ門　　に684)(貞享元)

板倉重良(重相)　　　　 本田銀左ヱ門丿｣琳 介太夫(88)

(1688)(元結元) 名倉八郎右ヱ門(89)　　( 元禄２)

久保（塩ﾉ 井・沢尻） 北殿卜 部） 南殿吠 部）

頷　　主

太田資良(1699)(元則2)

大田竺)(1726)
淳 保川

153

郡代・代官

(松島陣削

鈴木勘兵ヱ・中島六右ヱ門
(1702)(元副5)

米 沢七兵ヱ‘ 田1 ⑤ 正徳元）

米沢七 兵ヱ・鈴木勘 兵ヱ

に723)( 享保 ８)

米 沢七 兵ヱ　　　　 に‾7U)(享傲2)

矢島 只右ヱ門 ・長 田藤助

( 権太夫)　　(1728)( 享憚13)

西暦　 年号　 干 支

1582　 天正10　 壬 午

1589　 天正口　 己丑

1594

一一

1601

文 旅3

一一
慶長 ６

甲午 以 尻亡村となる（文緑元）

辛丑 バ田中城） （箕輪領27ヶ村）

1613　 慶 長18　 笑 丑｜（ 木下陣屋 ）（箕 輪26 ヶ村 ）

1617 元和３ 丁叫

16ﾌ2　 寛文12　 壬 子

1682　 天利２　 壬 戌

こム

ノロ

1699　 元除12　 己 卯

jL 殿･南殿となる(1649)(慶安2)

｜
浙 尻久保の枝村となる ㈲4~56)(承応3)

(脇坂は燧 竜野へ)に肌)(寛文川

消 子柴を神子柴と改む(1678)( 延宝６)

（板 倉備中庭瀬 へ）（1698 ﾊﾞ元禧11 ）

大 泉　 田畑　 神 子柴　 北殿（ 大部 ） 南殿卜 部 ）

頷　　主

幕府領

郡代

池田新兵ヱ

辻六郎左ヱ門

代官

㈲9)

(口00)

(元締12

(元締13

南条金左ヱ門 （03 ） （元禄16 ）

高谷太兵ヱ　 （05 ）（宝永 ２）

（辻六郎左ヱ門　 巾 ） 汪 徳 元）

平岡三郎 ヱ門

都 筑小三郎･ 増 田太兵ヱ

（ ㈲　 惇 保 元）

芝 田金左ヱ門 りX 木源太左 ヱ門

（18 ） 惇 保3 ）

志賀 藤四郎・伊 藤喜右ヱ門

（19 ）（享保4 ）

都 築藤十郎　 （20 ）（享憚 ５）

大 草太郎左ヱ門（22 ）（享保 ７）

大 草甚之助　 （1729 ）惇 保14 ）



すけます
太田資倍(1750)(寛延3)

幕府頷となり右側へ移行(1乃ﾌ)(宝暦八

私領と なりまた 分治

太田資 寧

〔松 本 瀋 預 所 〕

幕　 府　 頷

都築五 太夫 （05 ）（文化 ２）

松平光庸　 （08） 紋 化５）

（飯島代官所）

山田茂右ヱ門 （14）（文化川

伊奈友之助　　巾 ）（文政4 ）

羽倉外記　　 （24）（//　 八

岸本武太夫　 （川 （天保2 ）

岸本十輔　　 （34 ）（ﾉﾉ　 ５ ）

1730　郭 呆15　庚戌

1733　享保18　奘丑

1740　 元文５　 庚 申

1742　 寛保２　 壬戌

1ﾌ44　 延享元　 甲子

1Z48　 寛延元　 戊辰

1750　 寛延３　 庚午

1753　 宝暦 ３　 発酉

1乃ﾌ　 宝暦 フ　 丁丑

1805　 文化 ２　 乙丑

1808　 文化 ５　 戊辰

1814　 文化11　 甲戌

第３章 村 の近 世

松平九 郎左ヱ門 ・岩室

(30)

新五ヱ 門

( 享憚15)

室七郎 右ヱ門 （33 ）（　ﾉ川8 ）

（塩尻役所 ）

（ 木下 陣屋大破 ）（36 ）

大 草太郎 左ヱ門（40 ）（ 元文５ ）

（飯島陣屋 となる）

山本平八郎　 （42 ）（ 寛保 ２）

（塩ﾉ 井 分村　　　　 大草太郎左 ヱ門（44 ）（ 延享元）

4双 は48 ）

村岡彦四郎　　（48 ）（ 寛延 元）

嶋三郎左ヱ門 （50 ）（　/7　3）

布施弥一郎　 （53 ）（宝暦 ３）

布施 弥一郎

横山伝右ヱ門

池田 喜八郎

今井平 三郎

島　 隼人

大草彦 四郎

剛

(61)

(62)

㈲)

(66)

㈲

武島左膳　　 （乃 ）

平岡彦兵ヱ　 （78 ）

鈴木新 吉　　 （87 ）

( 宝暦7)

レ 川

レ12)

( が13)

剛 和3)

(安 永元)

レ ４)

レ フ)

( 元 明７)

水谷岨右ヱ 門 （90 ）（寛政 ２）

川 奇平右工 門 （93 ） ∩/　5 ）

蓑　 笠之助　 （94 ） レ/　6 ）

野田松三郎　 （95 ）（/ ノ　ハ

小 野田三郎左ヱ 門（05 ）（文化 ２）

松 本城主預所

（戸 田光年） 山田 茂右 ヱ門 （14 ）（ 文化川

水 野伊左 ヱ門 （20 ）（ 文政３ ）

神方補助　　 （23 ）（yy　6 ）

柴田七郎 兵ヱ （25 ）（　ﾉﾉ　８）

近藤阪 次郎　 （26 ）（yy　9 ）

古橋金左 ヱ門 （27 ）（yno ）

.　　　　 長 谷川是非 之助（29 ）（ﾉﾉ 田

平 山杢左ヱ 門 （剔 （天保 ３）

青沼五右ヱ 門 （33 ） Ｕy　4 ）

野勢覚兵ヱ　 （35 ）（ﾉy　6 ）
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第 ２節 村 の　姿

戸田光庸 （37 ）l837( 天保10)

( 天保12)根岸弥次工門 （41

回1 ）

ぺ2 ）

ぐ

ぐ

う

う

り

9
0
1

3
4
4

ぐ

ぐ

ぐ

岸本辰 之丞

小笠原新助

池 田岩之丞

戸田光則 （42 ）1842　 天保13　 壬寅

( 弘化元)

( 嘉永元)

11　5 ）

バ ）

ぐ

ぐ

(安政5)

僕 久元)

ｊ

り
j
j
j
j

4
8
1
3
8
1

4
4
5
5
5
6

ぐ

ぐ

ぐ

ぐ

ぐ

ぐ

(62)

真 木喜一郎

細美 甚右ヱ門

岡 無 理弥

渡辺 幸右ヱ門

公副 嗅 ヱ

新井徳蔵

野末三十 郎

（48 ） （嘉永 元）寺 西直治郎

レ/6)

( 安政 ５)

僕 久元)

大 草太郎左ヱ門　(53)

山 内(田)甚五左ヱ門(58)

今川 要作　　　　　 ㈲)

1862　 文久２　 壬戌

長谷川是非 之助㈲ ）

太田資忠(恵)㈲)( 文久２)

太田資智　　㈲) 僕 久3)

( 慶応 元)

ｊ
j4

5
6
6

ぐ

ぐ

井上六丞

根岸庄左ヱ門

剛 （明治2 ）

㈲ レ ４）

伊那県(副( 明治元) 北小路俊昌戊辰

庚午

明 治元

明 治３

1868

1870

永山盛輝

筑摩県(72)( 明 治５)

(明治3)

レ ４)

レ ５)

川
洲
㈲

伊 那 県口〇)囲 治３) 北小路俊昌

詠 山盛輝)

筑 摩 県(72)(明治５)　 永山盛輝

長野県(76)剛 治９) あ木惟矩･楢崎寛直
㈲ ∩ →)

1875　 明 治８　 乙亥

２月1託

南 箕輪村誕生

1876　BしR治 ９　丙 子長　野　県(76)(明治９)　 高木惟矩・楢崎寛直

㈲ レ →)

次
に
大
切
な
仕
事
は
戸
籍
事
務
で
あ
っ
た
。「
宗
門
人
別
改
帳
」
を
作
り
そ
の

村
に
今
ど
ん
な
大
が
住
ん
で
い
る
か
、
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
く
こ
と
と
、
キ
リ
ス

ト
教
信
者
の
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
と
も

に
村
外
へ
の
転
出
者
に
は
「
宗
門
送
り
状
」
と
い
う
転
出
証
明
書
を
持
た
せ
、
転

入
者
は
新
し
く
宗
門
帳
に
書
き
加
え
る
こ
と
な
ど
が
あ
っ
た
。

そ
の
ぼ
か
村
内
の
取
締
り
や
、
用
水
、
共
有
林
の
管
理
、
紛
争
の
仲
裁
な
ど
村

役
人
の
仕
事
は
実
に
多
端
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
を
通
じ
約
二
七
〇
余

年
の
間
、
こ
の
村
方
三
役
で
ほ
ぼ
平
和
に
治
め
ら
れ
て
き
た
の
は
、
何
と
し
て
も

巧
み
な
統
治
方
法
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

村
役
人
に
は
、
特
定
の
家
か
ら
だ
け
な
っ
た
が
、
江
戸
後
期
に
な
る
と
年
番
制

や
入
札
に
よ
る
方
法
が
と
ら
れ
た
。

２
　
名
　
　
　
主

名
主
は
家
柄
の
良
い
者
の
中
か
ら
選
ば
れ
、
村
の
代
表
者
で
あ
っ
た
。
名
主
の

仕
事
は
多
く
、
責
任
も
重
か
っ
た
。
代
官
か
ら
の
法
令
や
回
状
、
年
貢
割
付
け
等

の
公
式
書
類
は
す
べ
て
名
主
に
き
た
。
ま
た
提
出
書
類
、
例
え
ば
人
別
帳
・
宗
門

帳
と
か
五
人
組
帳
等
は
、
名
主
の
責
任
に
お
い
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
・

年
貢
を
農
民
に
小
割
り
す
る
こ
と
も
、
年
貢
の
納
入
も
名
主
の
責
任
で
行
な

わ
れ
た
。
農
業
を
な
ま
け
る
者
今
酒
に
酔
っ
て
乱
暴
す
る
も
の
な
ど
に
は
説
教
を

し
始
末
書
を
と
る
こ
と
も
し
た
。
そ
の
他
名
主
の
仕
事
は
実
に
種
々
雑
多
で
、
末

端
の
統
治
者
で
あ
ｎ
へ

ま
た
一
村
民
と
し
て
村
民
の
代
表
で
も
あ
っ
た
。

３
　
組
頭
・
百
姓
代

組
頭
は
名
主
の
補
助
者
で
、
名
主
が
村
長
な
ら
組
頭
は
助
役
で
あ
っ
た
。
も
と

も
と
五
人
組
の
頭
か
ら
出
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
後
に
は
そ
ん
な
関
係
は
な
く

な
っ
た
。
や
は
り
上
級
農
民
か
ら
選
ば
れ
、
二
二

二
人
の
回
り
持
ち
が
普
通
で
あ

っ
た
。

百
姓
代
は
、
名
主
や
組
頭
の
行
為
に
不
正
の
な
い
よ
う
監
視
す
る
も

の
で
あ
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村 の 近 世第 ３章

り
、
名
主
や
組
頭
を
除
い
た
全
農
民
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
村

方
三
役
と
し
て
三
人
が
協
同
し
て
当
た
る
こ
と
が
普
通
で
あ
っ
た
。

４
　
五
　
人
　
組

五
人
組
は
秀
吉
が
天
下
を
治
め
て
い
た
と
き
、
警
察
目
的
を
も
っ
て
組
織
し
た

の
が
初
め
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
組
合
わ
せ
方
は
家
並
み
の
も
よ
り
に
五
戸

ず
つ
組
合
わ
せ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
が
、
百
姓
の
大
小
を
考
え
平
均
す
る
よ
う

に
組
む
場
合
が
多
か
っ
た
。
そ
の
組
の
主
た
っ
た
も
の
を
五
人
組
頭
と
し
た
。

五
人
組
頭
の
責
務
は
、
組
中
に
不
心
得
者
が
あ
れ
ば
申
し
出
る
こ
と
、
キ
リ
シ

タ
ン
を
か
く
さ
な
い
こ
と
、
欠
落
者
が
出
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
組
中
に
病
人

な
ど
が
あ
っ
て
耕
作
が
で
き
な
い
と
き
は
助
け
あ
い
、
年
貢
が
不
納
に
な
ら
な
い

よ
う
に
す
る
こ
と
等
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
反
す
る
者
が
出
た
と
き
は
連
帯
責
任

制
で
あ
っ
た
の
で
組
中
の
も
の
が
そ
の
責
任
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
村
の
自
治
組
織
の
末
端
で
も
あ
っ
た
が
、
領
主
の
支
配
権
確
立
の
上
か

ら
強
制
さ
れ
た
面
が
強
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
長
年
生
活
を
と
も
に
し

て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
農
村
の
隣
保
扶
助
の
良
風
美
俗
も
培
か
わ
れ

て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
五
人
組
制
度
は
末
端
の
統
治
組
織
で
あ
り
、
末
端
の
自
治
組
織
で

あ
る
と
い
う
二
面
を
も
っ
て
い
た
。

尚
　
村
定
め
と
御
触
書

士
・
農
・
工
・
商
と
い
う
職
業
の
区
別
が
は
っ
き
り
し
、
そ
れ
が
身
分
の
区
別

に
も
な
っ
て
い
た
の
が
江
戸
時
代
で
あ
る
。
し
か
し
人
口
の
割
合
か
ら
い
う
と
、

農
民
が
全
体
の
八
割
を
し
め
て
い
て
残
り
の
二
割
が
、
武
士
や
商
人
・
工
人
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
そ
の
大
多
数
の
農
民
が
生
産
す
る
米
が
経
済
の
中
心
で
あ
る
時
代

で
あ
っ
た
。
政
治
の
中
心
は
、
農
村
農
民
か
ら
安
定
し
た
貢
租
を
い
か
に
し
て
と

る
か
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
領
主
た
ち
は
農
村
農
民
を
そ
の
生
活
の
末
端
ま
で
厳

し
く
規
制
し
た
。
幕
府
領
主
側
か
ら
の
規
制
が
「
御
触
書
」
で
あ
り
、
農
民
自
身

の
側

か
ら
の
規
則
が
「
村
定

め
」
で

あ
っ
た
。

１

御
　

触
　

書

（
定
・
法

度
・
達
・
覚

と
も
い
う
）

慶

安

二

年

（
一
六
四
九
）
に

幕

府

か
ら

出

さ

れ

た

「
諸

国

郷

村

へ
仰

セ
出

サ

レ
」

が

一
般

に

「
慶

安

の
御

触

書

」

と

い

わ

れ
る

。

こ

れ
は

土

地

や

農

村

の
諸

制

度

を

背

景

と

し

て
農

民

で

あ

る
百

姓

の
心

得

を
指

示

し

た
も

の
で

、

江

戸

時

代

農

村

統

治

の
重

要

な
御

触

書

で

あ

る

。
全

文

は
三

二

か
条

か
ら

な

っ
て

い
る

が

、

四

つ
に

要

約

し

て

そ

の
主

な

る

も

の

を
記

す

と
、

次

の
よ

う

に

な

る

。

田
　

領

主
・
代
官

・
村

役
人
へ
の
服
従

。
（
四

か
条
）

一
、
公
儀
諸
法

度
を
恐

れ
、
地
頭
代
官

の
事
を
お
ろ
そ
か
に
存

ぜ
す
、
扱
又
名
主
組

頭

を
ば
真

の
親
と
思
う

べ
き
こ

と

一
、
名

主
組
頭

を
仕

る
者

、
地
頭
代
官

を
大
切
に
存

じ
、
年
貢

を
皆
済
し
、
公
儀
諸

法

度
に
背
か
ず
、
小
百

姓
身

も
ち
を
能

く
仕

る
よ
う
に
申
し
渡
す

べ
し

。
…
…

㈲
　

農
民
は
耕
作

に
精
励

す
べ
き
こ
と
。
（
一
〇

か
条
）

二

朝

起
き
を
い
た
し
朝

草
を
刈

り
、
昼
は
田
畑
耕
作
に

か
か
り
、
晩
に

は
縄

を
な

い
、
俵
を
あ
み
、
何

に
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
仕

事
油
断

な
く
仕

る
べ
き
事

一
、
耕

作
に
精
を
入
れ
、
田

畑
の
植
え
様
、
同

じ
く
拵
え

よ
う
に
念
を
入

れ
、
草

は

え
ざ
る
よ
う
に
仕
る
べ
し
。
草
を
よ
く
と
几

節
々
作

の
間

へ
鍬
入

れ
を
仕

り
候

え
ば
、
作
も
よ
く
で
き
取

実
も
多

く
と
れ
る
に
付

き
、
田
畑

の
境

に
大
豆
小
豆

な

ど
植
え
少
々
た
り
と
も
仕
る
べ
き
こ
と

㈲
　

農
民
は
生
活
を
き
り
っ
め
質
素
の
生
活
を
す
る
こ
と
。
（
一
〇

か
条
）

一
、
百
姓
は
衣
類

の
義
、
布
木
綿
よ
り
ほ
か
は
、
帯
着

物
裏

に
も
仕

る
ま
じ
き
こ
と

一
、
た
ば
こ
呑
む
ま
じ
く
候
。
是
は
食
に
も
な
ら
ず
、
結
局
以

来
煩
に
成

る
も
の
に

候
。
其
上
隙
も
か
け
代
物
も
い
り
、
火

の
用

心
も
あ
し
く
候
。
万

事
に
損
な
る
も

の
に
侠
。

一
、
男
は
作
を
か
せ
ぎ
女
房
は
鴛
肘

た
を
か
せ
ぎ
、
夕

な
べ
を
仕
り
、
夫

婦
と
も
に

か
せ
ぎ
申
す

べ
く
候
。
然
れ
ば
み
め
か
た
ち
よ
き
女
房
な
り
と
も
、
夫

の
こ
と
を

お

ろ
そ

か
に
存

じ
、
大
茶
を

の
み
、
物
ま
い
り
遊
山
ず
き
な
女
房

を

離

別

す

べ

j 邱



村　 の　姿第2 節

表
３
１

３

触
書
・
村
定
め
等
の
一
覧
（
村
内
の
資
料
か
ら
）

触
　
　
　

圭

日

等

一
五
八

八
　

天
正

十

六

年

七
月

八

巳

豊

臣

秀

吉
刀

狩

掟

書

一
六

四
一
二
　

寛
永

二

十

年
一
二
月

’

田

畑

永
代

売

買

禁
止

令

二
（

四
一
二
　

同

右

土

民

仕
置

覚

二
（

四

八
　

元

和
四

年

八
月

十

六

日

脇

坂

安
元

領
内

法
度

二
（

四

九
　

慶
安

二

年

諸

国

郷
村

江

被

仰
出

二
（

九
九
　
元
縁
十
二
年

太
田
資
良
知
行
所
法
度

｛

七

コ
ニ
　
正
徳
一
二
年

御
触
圭
日

分
地
制
限
令
　

口

一

七

五

一由
卜

｝
七

五

九申

一
七

六

一
二申

一
七

八

八

－　 －
七　 七

九　 八

申 ○ 申 九 中

一
七

九
一
二

「
御

預

一

八

〇

七由

卜

一

八

一
一
二

由

卜

宝

暦

元

年

所 寛 渡　 渡 寛 渡 天 渡 宝 渡 宝 渡

政　　明　　暦　 暦

書　 書 元 書 八 書 十 書 九 書
年（

並

請

圭
日

）

一
二
年

年　　 年

／

／
／

①
／

村 政

五
年

々
へ
被
仰
渡
果

御
教
諭
書
」

①

文

化
四

年

渡
　

圭
日
（
農

業

出

精

）

天

保

二
年

遊
い
　
圭
日

令
語
式

）

①①

村
　

定

め
　

作寺

一
六

八
〇
　

延

宝

八
年

久
保

村

五
人

組
帳

一
六

九
九
　

元

洋
十

二

年

元

洋
之

掟
ｉ

定

丿

一
七

一
四
　

正

徳
四

年

久
保

村

百
姓

定

書

帳

ニ
ツ

キ

相

談

極

帳

一

七

一
五
　

正

徳
五

年

久

保

沢

尻
村

定

書

一

七
二

九
　

享

保
十

四

年

田

畑

村
五

人

組

帳

一
七
一
于
　

享

保
十

六
年

村
中

定
ま
Ｅ
帳

一
七
一
二
五
　

享

保
二

十
年

村
中

定

圭
日
帳

一
七

五

〇
　

寛

延
一
二
年

南

殿
村

五

人

組
判

形

帳

一
七

五

二
　

宝

暦

二
年

南

殿

村

五

人

組
判

形

帳

○

①　 ①①　 ①　 ⑩　 ⑤　 ⑩　 ⑤　⑤

南
殿
村
総
百
姓

高
分

け
禁
止

請
証
文
　

①

一
七
五
六村

中
中
定
一
札
之
事

一
七
八
こ
Ｉ
　
天
明
一
二
年

箕
輪
領
郡
中
村
々
相
定

之
事

一
八
〇
六
　

文
化
一
二
年

北
殿
村
五
人
組
連
判
帳

一
八
三

一
　
天
堡

二
年

神
子

柴
村
五
人
組
帳

①①①　　 ①

一

八

こ
一
五

天

保

六
年

一
八

四

一
八

四

一

八
四

中教三御一申○御
渡諭
書筋天触天渡天触

中保　保　保
渡十書十書十書
書四　二　一

年　年　年

一
八
六
八
　

明
治
元
年

御
条
目
御
請
印
帳

明
治
　
年

五

伍
の
法
則

③⑦　③　⑦　①①

一
八
三

二
　
天

保
四

年

箕

輪

領

郡
中

定

書

之
事

一
八
四

二
　
天
保
十
一
二
年

御
改
正

二
付

郡
中
取
究

村
方
決
談
連
印
帳

一
八
六
一
　
万

延
元
年

神
子
柴
村
五
人
組
帳

一
八
八
一
二
　
明
治
十
六
年

村
内

節
倹
方
取
極

一
九
一
七
　

大
正
六
年

村
晒
習
矯
弊

二
関
ス
ル
規
約

一
九
二
九
　

昭
和
四
年

村
生
活
改
善
実
行
申
合
せ
事
項

⑤　　 ③　 ③⑤⑤

し

。
…
…

ま
た
み
め

か
た
ち
悪
く
候
と
も
、
夫

の
世
帯
を
大
切
に
い
た
す
女
房
を

ば

い
か
に
も
懇

ろ
に
仕

る
べ
き
こ
と
。

一
、
酒
茶
を
買

い
の
み
申
す
間
敷
く
候
、
妻
子
同
然

の
事

一
、
百
姓

は
分
別
も
な
く
、
す
え
の
考
え
も
な
き
も
の
に
候
ゆ
え
、
秋
に
な
り
候

へ

ば
米
穀
を
む

ざ
と
妻
子
に
も
朧

わ
せ
催
。
い
つ
も
正
月
二
月
三
月
時
分

の
心
を
も

ち
、
食
物
を
大
切
に
仕
る
べ
く
候
に
付
き
、
雑

穀
専
一
に
候
間
、
麦
粟

稗
菜
大
根

そ

の
ぼ
か
何
に
て
も
雑
穀
を
作
り
米
を
多
く
喰
い
つ
ぶ
し
候

わ
ぬ
よ
う
に
仕

る
べ

く
候
。
…
…

㈲
　

年
貢
を
皆
済
す
べ
き
こ
と
（
四
か
条
）

一
、
年
貢
を
出
し
候
義
、
反

別
に
か
け
て
は
壱
反

に
付

き
何
ほ
ど
、

高
に

か
け
て
は

壱
石
に
つ
き
何
ほ
ど
、
割
付
け
差
紙
地
頭
代
官

よ
り
も
出

し
候

。
左
候
得
共
耕
作

に
精
を
入
れ
よ
く
作
り
、
・
…
…

一
、
少
し
は
商

ご
こ
ろ
も
こ
れ
あ
り
て
、
身
上

も
ち
あ
げ
候

よ
う
に
仕

る
べ
く
候

。

そ
の
子
細
は
年
貢

の
た
め
に
雑
穀

を
売
り
候
事

も
又
買

い
催
事
も
、
商
ご
こ

ろ
な

く
候
え
ば
人
に
ぬ
か
る
も
の
に
候
。

こ

の

よ

う

な
御

触

書

は
、

将

軍

の
決

裁

を
経

て

老
中

か

ら

勘

定

奉

行

に

わ

た

り
、

勘

定
奉

行

か

ら
代

官
所

へ
、

代

官

所

か

ら
村

へ
と

触

れ
回

さ

れ

て
き

た

。
こ

157



第３章 村 の近 世

れ
を
う
け
た
村
役
人
は
も
ち
ろ
ん
総
百

姓
が
請
印
を
お
し
て
、
そ
の
実
行

を
誓
っ

た
。江

戸
時
代

を
通

じ
て
こ

の
御
触
書
を
基
本
と
し
た
触
書
は
何
度
も
で
た
。
元

禄

時
代

を
頂
点
に
し
て
奢
侈
華
美

の
風
は
、
お
さ
え
て
も
お
さ
え
て
も
ゆ
る
ん

だ
。

享
保
の
改
革

が
あ
り
、
寛
政

の
改
革

が
あ
っ
て
、
一
応
は
成
果

を
お
さ

め
る
が
ま

た
ゆ
る
む
の
で
「
御
達
」
・
「
触
書
」

は
し

き
り
に
で

た
。
そ
し
て
天
保

の
改
革
も

行

な
わ
れ
た
が
、
奢
侈
対
策

と
し

て
の
倹
約
政
策

は
、
長
村

の
荒
廃
、
商
人
勢
力

の
台
頭

の
現
象

を
く
い
と
め
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
触
書
・
村
定

め
に
関
係
し

た
も
の
の
数

は
か
な
り

の
数
に
及

ん
で
い
る
。
い
ま
そ
の
一
部

を
記

し
て
み

る
と
、
表
３
１

３

の
よ
う
に

な
る
。
五
人
組
帳
は
触
書
き
・
申
渡

書
を
う
け
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
村
定

め

的
な
形

を
と
っ
て
い
る
の
で
次
に
記
し
て
み

る
。

２
　

五
人
組
帳
前
書

五
人
組
に
つ

い
て
は
、
既
述

の

と

お
り
で

あ
る
。
「
五
人
組
帳
」
は
前
書
に
当

時
の
村
人
の
生
活
規
制
を
詳
細
に
記
し
、
後
書
に
は
五
人
ず
つ
連
署
し
て
堅
く
守

る
こ
と
を
誓

っ
て

い
る
。
当
時
の
村
の
生
活
の
な
か
で
は
重
要
で
毎
月
ま
た
は
年

文
久
ニ
ポ

升

去

丿（
ぽ

ダ
菓
っ
⑩

Ｉ

トＬ
　
外

翻

佛

今

ヤ

に
⑩

に衣

ぶ

寺
參

氷
か
侈
つ

昌

～
　
　
　

７

ｔ
ｙ

侈

や
◎

図3-6　 五人組の連印

に

数

回

、

村

内

の

総

百

姓

に

読

ん

で

き

か

せ

、

違

背

の

’
　
　

ｆ

’“’吻
少ｒ
　
　
　

゛

な

い

よ

う

に

し

た

。五

人

組

は

初

期

に

は

治

安

警

察

の

よ

う

な

面

が

強

か

っ

た

が

、

後

期

に

は

領

主

側

か

ら

は

年

貢

を

確

か
に

納

め

る

こ

と

、

農

民

側

か
ら

は

し

だ

い
に

互
助

と

か

共

済

の

面

が

合

ま

れ

る
よ

う

に

な

っ

た

。
当

時

の
日

常

生

活

が

わ
か

る

の
で

あ

る

が

こ

こ

で

は

省

略

す

る

。

こ

の

「
五

人

組

帳

前

書

」

に
続

い
て

名

主

組

頭

か
ら

五

人

組

全

員

す

な

わ
ち

村

中

の

人

が
署

名

し

て
手

形

（
印
）
を

お
し

て

差

し

上

げ

た

の
で

あ

る

。
こ

れ
を

読

む

と
村

か

ら
差

し
上

げ

て

い

る

の

か
、

上

か

ら

の
命

令

か
、

誰

が

主

体

か

わ

か
ら

な

い

よ

う
に

な

っ

て

い

る

。

つ

ま

り

お
触

書

の
趣

旨

を

そ

の

ま

ま
に

う
け

と

っ

て

領

主

と

も

ど

も
に

共

存

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
面

と

被

支

配

者

で

あ

る
村

人

の

立

湯

と

が

か

ら

ん

で

い

る

の

で
、

こ

う

し

た
表

現

に

な

ら

ざ

る

を
得

な

か

っ

た

と
思

わ

れ

る

。

３
　

村
　

定
　

め

「

村

定

め

」

は

、

村

極

な

ど

と

い
わ

れ

て

い
る

。

も

と

も

と

室

町

時
代

の
中

ご

ろ

か

ら

荘

園

村

落

内

に
形

成

さ

れ

た

「

惣

」

と

か

「

惣

中

」

と

い
う
村

民

の
自

治

的

結

合

が

あ

り

村

定

め

を

も

っ
た

と

さ

れ

て

い
る

。

し

か

し

そ

う

い
う

記

録

は

見

当

た

ら

な

い
。

た

だ

「

惣

百

姓

中

」

と

い
う

よ

う

な

記

録

が

、
江

戸

時
代

に

も

残

っ
て

い
て

、
用

水

権

や

入

会

地

な

ど

村

民

の

共

通

利

害

に
関

す

る

こ

と

で
、

惣

的

な

村

民

の
結

合

を

み

る

こ

と

が

で

き

る

。

村

定

め

の

条

項

は

比

較

的

簡

潔

で

あ

る

が

、

現

実

的

な

村

人

の

生

活

向

上

の

た

め

に

結

束

を

強

化

す

る

こ

と

に

重

点

が

お

か

れ

て

い
る

。

村
中

定
書
の
事

一
、
毎
年
御
免

定
御
渡

シ
成
サ

レ
侯
ワ

バ
惣
百

姓
二
拝

見
致

サ
セ
申

ス
ペ
ク
侠

一
、
御
公
用

二
付

キ
入
用

ノ
金
ノ
儀
（

二
引

ナ
シ
ニ
仕

り
申

ス
ベ
ク
侯

一
、
御

伝
馬

人
足
ノ
儀
（

人
馬

共
二
番

帳
ヲ
拵

工
高
下

ナ
ク
順

二
相

剋
シ
当

タ
リ
申

ス

ペ
ク
候

一
、
夫

銭
割
ノ
節
面

立
チ
侯
百

姓
寄

合
イ
出

銭
帳
明
細

相
改

メ
得
心
ノ
上

割
合
イ
申

ス

ペ
ク
、
惣

ジ
テ
名
士

刄
ニ
テ
墨
筆

紙
其
外

諸
々
入

費
ガ

マ

シ

キ

事
一
切
仕

ル
間

敷
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第2 節 村 の　姿

欽

。
夫
銭

割
り
余

り
之
無

キ
様
仕

ル
ベ
ク
候

一
、
御
公
用

ニ
テ
御
役
所
へ
参

り
候
節
無
益
ノ
人
馬
連

レ
申
ス
マ
ジ
ク
候

一
、
御
願

事

二
付

キ
御
役
人
様
へ
御
酒
代

上
ゲ
候
儀

、
遠

方
ニ
テ
（

格

別
村

方
ニ
テ
差

シ
上
ゲ
候
儀
（

面

立
チ
候
百

姓
相
談
イ
タ
シ
差
シ
上
ゲ
申

ス
ベ
ク
欽

一
、
百

姓
公

事
出

入
リ
ニ
付

キ
拠

ナ
ク
願

イ
御

座
欽

ワ
バ
、
名
主
年
寄

相
談

ノ
上

ニ
テ

添

工
状

出

シ
申
ス
ペ
ク
候
。
尤

モ
名
主
年
寄

ノ
内

ニ
テ
取
持

チ
申

ス
マ
ジ
ク
候

一
、
何

事
二
限
ラ

ズ
名
主
年
寄
ロ
ロ

ガ
マ
シ
キ
事
致

シ
申

ス
マ
ジ
ク
候

一
、
川
除
御
普

請
等
ノ
儀

、
惣
百

姓
相
談

ノ
上
御
願

イ
申

ス
ベ
ク
候

一
、
公
儀

様
ヨ
リ
御
引

方
下

サ
レ
候

節
（

百

姓
其

ノ
訳

知
ラ

セ
申

ス
ペ
ク
候

一
、
名

主
元
寄

り
合
イ
申

シ
候
節
酒
肴
食

事
取
寄

七
割

へ
入

レ
申

ス
マ
ジ
ク
候

一
、
御
公
用
又
（

内
所

ニ
テ
相
談
仕

り
催

事
名

主
元

ヨ
リ

触
レ
候
ワ

バ
刻
限

ク
ガ
エ
ズ

立
会
イ
申

ス
ベ
ク
候

一
、
惣
ジ
テ
何
事

ニ
ョ
ラ

ズ
百
姓
ノ
為

二
成

ル
ヨ
ウ

ユ
仕

ル
ベ
ク
候
。
私
欲

ガ
マ
シ
キ

事
仕

ル
マ
ジ

ク
候

右
相
定

メ
ノ
通

り
名
主
年
寄
ノ
内
（

申

ス
ニ
及
バ
ズ
惣
百
姓
村
定

メ
ノ
通
り
相
違
申

ス

マ
ジ

ク
候
　
　

働
テ
件
ノ
如

シ

享
保
二
十
年
己
卯
五
月

組
頭

年
寄

μ　 μ　　 μ

勘

太
夫

甚

右
衛

門

庄

左
衛

門

儀

兵
衛

吉
　

弥

八

郎

左

衛
門

（
門

屋

文

書

）

こ
の
村
定
め
は
、
組
頭
年
寄
が
署
名
し
て
い
る
。
文
面
か
ら
み
る
と
、
村
役
人

が
村
を
お
さ
め
て
い
く
時
の
約
束
が
多
く
、
村
役
人
の
独
走
を
制
限
し
て
い
る
。

い
つ
の
時
代
も
公
平
で
民
主
的
な
方
法
で
な
い
と
村
は
お
さ
ま
ら
な
い
。
こ
う
し

た

村

定

め

は

、

例

え

ば

「

久

保

村

百

姓

定

書

帳

二
付

キ

相

談

極

帳

」
（
久
保
大

東
文

言

正

徳

四

年

に

も

見

ら

れ

る

。

久

保

で

は

村

の

庄

屋
役

人

が

「

定

庄
屋

」

で
固

定

し

て

し

ま

う

と

、

と

か

く

私

欲
我

ま

ま

に

な

り
、

そ

れ

だ

け
百

姓

が
困

窮

迷

惑

す

る

か

ら

、

人

数

を

含

め

て

年

番

に

勤

め

る

よ

う

に

し

た

い

と

申

し

定

め

た

も

の

で

あ

る

。

こ

れ

は
正

徳

四

年

コ

ー
月

二

二

日

に

久

保

村

の

文

七
以

下

三

七
名

、

沢

尻

の

太

郎

兵

衛
以

下

四

人

が

署

名

押
印

し

て

い
る

。

こ

の
相

談
極

帳

に

続

い

て

次

の

定

書

か

お

る

。

久
保
沢
尻
村

定
書

…
…
略

…
…

一
、
万
事

ニ
ツ

キ
庄
屋

卜
百
姓
間

二
損
得
ノ
儀
之

ナ
キ
ョ
ウ

ユ
仕

ル
ペ
ク
侯
、
品
ヲ
替

工
私
欲

ガ
マ
シ
キ
儀
一
切
仕

ル
マ
ジ

キ
事

ベ

何
事

ニ
テ
モ
惣
百
姓
相
談
ノ
上
吟
味
ヲ
ト
ゲ
、
万
端
正
路

二
相
極
メ
申
ス
ペ
ク
侯

依
帖
聶
貝
ノ
沙
汰
毛
頭
仕
ル

マ
ジ
キ
コ
ト

一
、
諸
役
等
ノ
儀
高
大
小

二
応
ジ
割
合
イ
申

ス
ペ
ク
候
　

高
下
之
ナ
キ
ョ
ウ
ニ
相
勤
メ

サ

セ
申

ス
ペ
キ
事

（
久
保
大

束
文
書
）

正

徳

五
年

（
一
七
一
五
）

の

こ

の
定

め
書

き

は

一

一

か
条

か

ら
な

っ

て

い

る
が

、

そ

の

う

ち
引

用

の

よ

う

に

三

か

条

も
不

公

平

で

な

い
よ

う
に

惣
百

姓

相

談

の

上

で

と

き

め

ら

れ

て

い
る

。

そ

の

上

末

尾

も

、
「
其

の

た

め

庄
屋

惣

百

姓

相

談

の
上

相

極

め

お

き

申

す

所

実
正

也

」

と
結

ん

で
、

久

保
村

沢

尻

村

四

三

名

が
署

名

、

塩

ノ

井

村

の

二
名

が

立

ち

会

っ
て

い
る

。
江

戸

時

代

の
中

期

に

は

す
で

に

村

内

の

こ

と

が

こ

れ

だ

け
民

主

的
に

と

り

は

こ

ぶ

よ

う
に

な

っ

て

い

た

。

こ

う

し

た
村

極

め

は
村

だ

け

で

は
実

行

で

き

な

い
場

合

も
多

い

。
今

日

の
生

活

改

善

の

よ

う
に

広

範
囲

の
改

善

で

な

け

れ

ば
意

味

を

な

さ
な

い

。
し

か
し

今

で

も

広
域

の

と

り

き

め

は

な

か

な

か
実

現

し

な

い

。

お

そ

ら

く
当

時

も

そ
う

で

あ

っ

た

ろ

う

と
思

わ

れ

る

が
、

凶

作

等

で

の

っ

ぴ

き

な

ら

な

い
事

情

が

あ

っ

た

の

か
、

広
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第３章 村の近世

域
の
と
り
き
め
が
よ
く
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
を
次
に
記

す
。

箕
輪
領
郡
中
村
々
相
定
メ
ノ
事

一
、
当
卯
凶
作
二
付
キ
相
互
二
堅
ク
請
約
相
守
ル
ベ
キ
事

一
、
大
工
作
料
ノ
儀
　
上
職
人
金
壱
分
二
付
キ
拾
五
人

一
、
木
挽
　
　
　
　
　
　
　
　

金
壱
分
二
付
キ
拾
六
人

一
、
旦
雇
ノ
儀
　
　
　
　
　
　
男
三
十
二
文
　
　
女
二
十
四
文

一
、
奉
公
人
　
　
　
上
男
　
十
月
迄
取
切
り
壱
両
三
分
ヅ
ッ

上
女
　
　
　
　
取
切
金
壱
両
ヅ
ッ

一
、
鍛
冶
屋
紺
屋
樋
屋
之
儀
当
卯

ヨ
リ
弐
割
引
キ

右

力
条
ノ
趣
村

々
相
談
ヲ
以
テ
連
印
致

シ
候
上
（

堅

ク
相
守
り
申
ス
ペ

ク
候
。
若

シ
何

レ
ノ
村
々

ニ
テ
モ

カ
条
ノ
趣
相
背

キ
侯
村
方
之
ア
リ
候
ワ
バ
、
隣
村
ヨ
リ
外
村
々
へ
申

シ
達

シ
、
過
料
ノ
義
（

五
貫
文
取
ル
ペ
ク
相
定
メ
ニ
御
座
候
　
以

上

天

明
三
卯
十
一
月

（
千
桐

屋
文

書
）

こ
れ
に
は
神
子
柴
村
・
田
畑
村
・
南
殿
村
・
北
殿
村
・
塩
ノ
井
村
・
久
保
村
・

大
泉
村
の
ほ
か
箕
輪
頷
の
各
村
が
連
署
連
印
し
て
い
る
。

天
明
三
年
（
一
七
八
号

と
い
え
ば
浅
間
山
の
大
爆
発
が
あ
り
八
月
降
雪
が
あ

っ
た
あ
の
天
明
の
大
飢
饉
か
は
し
ま
っ
た
年
で
あ
る
。
こ
れ
を
破
っ
た
場
合
、
過

料
五
貫
文
を
と
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
の
切
実
さ
と
、
と
か
く
こ
う
し
た
申
合

せ
の
く
ず
れ
や
す
さ
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
後
五
〇
年
た
っ
た
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
に
も
郡
中
取
決

め
が
行
な
わ

れ
て
い
る
。
こ
の
年
も
天
保
の
大
飢
饉
か
す
で
に
は
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
五

〇
年
を
へ
だ
て
た
表
に
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

こ
の
表
で
み
る
と
、
年
代
が
く
だ
る
ほ
ど
男
女
の
賃
銀
差
が
ひ
ど
く
な
っ
て
き

た
ほ
か
、
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
。
た
だ
後
に
な
る
ほ
ど
職
人
の
給
料
の
ほ
か
、

年
中
行
事
等
の
申
し
定
め
ま
で
細
か
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
天
保
四
年
（
一
八
三

表
３
１
４
　

郡
中
村

々
定
の
推
移
（
五
十
年
間
）

一 一 一 一 一　 一　 一 一 一 一 一 一 一

ゝ　　ゝ　　ゝ　 ゝ　　ゝ　　　ゝ 　　　ゝ 　　ゝ　 ３　ゝ　 ゝ　 ゝ　 ゝ

過 不 産 祝　 日　 奉 樋 鍛 黒 屋 左 木 大 年

料 幸 祝 儀 雇　 公 屋 冶　 根　　　 工

人 其 屋 鍬 屋 官 挽 作 代

他 ｀　　　　 料

職 紺　　　　　　 金

人 屋　　　　　　 壱

.　　　　　　 ｀　μ　 μ　 μ　り　 分

車　　　　　　　 二

屋　　　　　　　 ッ

｀　　　　　　　 キ

項

目

年

代

一 一
jW 女男 上上　　　　　　　　　　 二

一ｔ 女男 弐　　　　 十 十 当

二丈　　　　　 靉 顛 回　　　　 琵 言

_ ヅヱ　　　　　 誉

//
銭 ツ分　　　　　　　　　 回

心心　　やや　　　　　　　　　　　
ツ

丿　　　　　　　 こゃ

天

明

一一
一年

ら－

七

八

一一
一心

郡 見　 差 親 一 一　　　　　　　　 －
中 舞　 延 類 女男 上上　　　　　　　　　 ｀

相 半　 シ 限
ぢ乙

女男
弐 十 十 十 十 十 当

談 減　　 リ ニ
へ 。- 、 割 四 三 二 六 五 已

．　　　　 一四 ｓ 弐 引 人 人 人 人 人 凶
酒村　　　 三 百　　　　 誉

今方　　　 、巴啓 分分　　　　　　　　　　 フ

シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 キ

天

保

四

年

八一

八
一一
一
一一
一心

三
）

の
申

定

め

に

は

こ

の
表

の
ほ

か

に

、

次

の

よ

う

な

「

村

々

申

定

」

が

つ

い

て

い
る

。

村
々
申

シ
定

メ

ー
、
御
公
儀
様
御
法
度
ノ
趣
前
々
仰
セ
渡
サ
レ
候
通
り
急
度
相
守
り
申
ス
ペ
キ
コ
ト

一
、
年
礼

ノ
義
村
内
限
り
他
村

ヘ
（

親
類
ノ
外

往
来
一
切

致
ス
マ
ジ
キ
コ
ト

附
、
婦
人
年
賀
共
二
他

村
（

箕
論
村
内
タ
リ
ト
モ

ー
切
相

止
メ
申
ス
ペ
キ
コ
ト

ー
、
神
事
祭
礼

ノ
儀
家
内
祝
ノ
ミ
ニ
テ
致

シ
他
村

ヘ
（

仮
令
親
類
タ
リ
ト
モ
往
来

相
止

メ
申

ス
ベ
キ
コ
ト

ー
、
客

呼
ビ
ノ
義

想
ジ
テ
相
止
メ
五
節
句
配

り
物
年
頭
歳
暮
留
守
見
舞

都
テ
諸
祝
儀
等

迄
相
互

二
相
止
メ
申
ス
ペ
キ
コ
ト

ー
、
婚
社

ノ
儀

背
入
り
舅
入

り
タ
リ
ト
モ
往
来
（

当

人
仲

人
斗

り
外
親
類
（

相

止
メ
饗

応
膳
限

り
吸

物
口
口
肴

一
種
客
来
親
類
限

り
他

一
切
相

止
メ
申

ス
ベ
キ
コ
ト
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姿の村第2 節

附
、
当
人
ノ
衣
服
（

格
別
其
ノ
外
綿
服
着
用

致
ス
ペ
キ
コ
ト

ベ

七
夜
祝
ノ
義
（

来
ル
午
ノ
秋
毛
取
り
入
レ
催

マ
デ
相
延

シ
申
ス
ペ
キ
コ
ト

ー
、
不

幸
ノ
節
酒
相
止
メ
食
事
（

拠
ナ
キ
親
類
（

格
別
、
他
門
ヘ

ー
切

出

シ
申
ス
マ
ジ

ク
村
方
見
舞
（

出
棺
ノ
節
斗
り
立
会
イ
他
村

ヘ
（

親
類
ノ
外

見
舞
申
ス
マ
ジ
キ
コ
ト

附
、
葬
式
ノ
義
（

成
ル
丈
手
軽
ニ
イ
ク

シ
喪

服
ノ
義
（

施
主
一
人

二
限
り
申
ス
ペ

キ
コ
ト

ー
、
法

事
ノ
義
揚
升

二
致

シ
布
施
口
口

米
（

銘
々
仕
来
り
通
リ
ニ
致

シ
客

来
他
門
（

Ｉ

切

呼
ビ
申
ス

マ
ジ
キ
コ
ト

ー
、
伊

勢
ノ
義
（

格

別
其

ノ
外

神
社
仏
閣
定
式
初
穂

ノ
義

年
柄

相
直

り
候

マ
デ
前

ヨ
リ

半

減
二
相
断

り
申
ス
ペ
キ
コ
ト

一
、
正

月
三
力
日

ノ
外
雑

飯
相
用

イ
申

ス
ペ
キ
コ
ト

右
（

当
年
格
別

ノ
凶
作

ニ
テ
銘
々
夫
食

差
支

工
候

年
柄

二
付

キ
、
村
内
一
統
申

シ
合
ワ

セ
前

条
ノ
通
り
相
定

メ
候

上
（

、
来
秋

毛
取
入

レ
年
柄

立
直

り
候
迄
（

急
度
相
守

り
申

ス
ベ
タ
侠
。
勿
論
格

別
厳
シ
キ
倹
約

二
付

キ
万

一
心
得
違

イ
ニ
テ

ー
カ
条

ク
リ

ト
モ
相

破

り
候
事
之
ア

ル
節

穴

右

二
準

ジ

ー
統
ノ
破

レ
ニ
モ
相
成
り
催
開
、
郡
中
定
書
井

ビ

ニ
村
定

メ
等
相
弁

工
少

シ
モ
違
乱
致

ス
マ
ジ

ク
候
　

其

ノ
為
銘

々
調
印
致

シ
置

キ
候

以
上

天
保
四
已
年
十
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

足

名
印
）
　（

省
略

大

宗
館
文
吉

。

こ

の

よ

う
に

、

年

始

の
礼

や

お
祭

り
に

は
他

村

ヘ

ー
切

行

か
な

い
と

か
、

客

呼

び
等

の
祝

儀

は
止

め

る
と

か
、

婚

礼

は
当

人

仲

人

ば

か
り

が

往

来

す

る
と

か
、

こ

の
上

も

な

く
厳

し

い
と

り

き

め

を
し

て
、

大

凶

作

と

い
う

難

局

を

の
り

こ

え

よ

う

と

し

た

の

で

あ

ろ

う

。

４
　

近
世

の

特

色

以

上

で

近

世

の
厳

し

い

お
触

書

き

や

五

人

組

帳

前

書

、

村

定

め
等

を

み

て

き

た

が
、

中

世

と

比

較

し

て
大

き

な
ち

が

い

は
寄

合

い
に

対

す

る
義

務

で

あ

る

。

中

世
以

後
の
村

の
「

惣
掟
」
等
に

は
次

の
三
本
柱

が
あ
っ
た
と

さ
れ
て
い
る
。

一
、
林
野
刈
取
り
の
規
制

二
、
水
利
規
制

三
、
集
会
へ
の
出
席
の
義
務

と
こ
ろ
が
近
世
の
お
触
書
に
も
五
人
組
帳
前
書
に
も
村
定
め
に
も
、
集
会
出
席

の
義
務
が
う
た
わ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
集
会
し
て
相
談
す
る
こ
と
を
制
限
す
る

趣
が
あ
る
。
上
意
下
達
の
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
相
談
し
て
決
定
し
て
い
く
こ
と
は

徒
党
を
く
む
こ
と
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
領
主
か
ら
は
警
戒
さ
れ
て
い
た
。
近

世
を
通
じ
て
村
々
に
高
札
場
は
あ
っ
た
が
、
西
洋
諸
国
の
村
々
の
よ
う
に
広
場
が

な
い
の
が
特
色
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
久
保
村
の
村
定
め
は
村
三
役
と
一
般

村
民
と
の
と
り
き
め
て
珍
し
く
民
主
的
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

聯

村

の

明

細

江
戸
時
代
の
村
々
の
状
態
は
「
村
明
細
帳
」
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

村
高
、
貢
租
、
用
水
、
山
林
入
会
、
家
数
、
人
口
、
牛
馬
数
な
ど
を
調
査
し
て
、

役
人
に
差
し
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
明
細
帳
は
、

①
幕
府
の
巡
見
使
が
派
遣
さ
れ
た
揚
合

②
領
主
等
の
回
村
の
場
合

③
領
主
の
代
替
り
の
時

な
ど
に
、
提
出
し
た
も
の
で
、
提
出
者
側
の
作
為
も
多
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
で
も
当
時
の
村
の
詳
細
を
総
合
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
南
箕
輪
に
残
さ

れ
た
明
細
帳
は
次
の
よ
う
に
、
数
少
な
い
が
、
こ
れ
を
年
代
順
に
並
べ
て
み
る
と

次
の
よ
う
で
あ
る
。

①②③④

天
和
　

二
年

（
一
六
八
二
）
南
殿
村
「
差
出
」

元
禄

コ

ー年

（
一

六
九
九
）
南

殿
村
「
差
出
帳
」

享

保
　
五
年

（
一

七
二
〇
）
大
泉
村
「
明
細
帳
」
・
南
殿
村
「
明
細
帳
」

宝
暦
　

四
年

（
一
七
五
四
）
神
子
柴
村
「
高
反
別
併
村
明
細
帳
」
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第３章 村 の近 世

⑤
　
宝
暦

一
〇
年

（
一
七
六
〇
）
大
泉
村
「
高
反
別
差
出
帳
」

⑥
　
天
明
　

四
年

（
一

七
八
四
）
田
畑
村
「
明
細
書
上
帳
」

⑦
　
寛
政
　

六
年

（
一

七
九
四
）
神
子
柴
村
「
指
出
明
細
帳
」

⑧
　
天
保
　

九
年

（
一

八
三

八
）
北
殿
村
「
差
出
明
細
書
上
帳
」

⑤
　
天

保
　
九
年

（
一

八
三

八
）
塩
ノ
井
村
「
差
出
明
細
帳
」

⑩
　
天
保
　

九
年

（
一

八
三

八
）
久
保
村
「
明
細
書
上
帳
」

１
　

南
殿

村
差
出
帳

元
禄

コ

ー年

は
領

主
交
替

の
大
変

な
年
で

あ
っ
た

が
、
「
南
殿
村
差
出
帳
」
が

た
っ
た
一
つ
残
っ
て
い
る
。
な
か
な
か
詳
細
に

か
か
れ
て
い
る
の
で
、

こ
れ
を
次

に
現
代
風

に
書
き
記

し
て
み
る
。

信
州
伊
奈
郡
箕
輪
領
南
殿
村
差
出
帳
　
元
禄

コ

ー年
卯
七
月

一
、
高
二
九
七
石
四
一
一
　
　
此
反
別
二
五
町
五
七
畝
一
五
歩

内
田
方
八
町
五
七
畝
一
三
歩
、
畑
方
一
七
町
二
歩

て

薪
取
山

一
、
芝
野

べ

御
水
帳

大

泉
所
山
　

蔵
鹿

山
　
南

の
入

山
（
山
手
米

な
し
）

大

芝
へ
牛
馬

を
放
飼

（
野

手
米

な
し
）

六
冊
　

古

水
帳
慶

安
二
丑

年
　
　

二
冊

新

水
帳
寛
文
六
午
年
　
　

二
冊

脇
坂
検
地

脇
坂
検
地

図3-7　 元禄12年南殿村差 出帳

一

新

水
帳
貞
享
四
卯
年
　
　

一
冊
　

板
倉
検
地

林
草
場

帳
元
禄

一
一
寅
年

一
冊
　

板
倉
　

改

二

百

姓
林
　

二
三
か
所
　
　

百

姓
二
五
人
に

て
持
来

り
申

し
候

此
反

別
　

五
町
六
反

一
六
歩
　

一
反

に
つ
き
米
二
合
上

納

一

桑

一

蚕

畑
並
に
畑
の
畔
に
植
え
置

き
候

少
し
ず

つ
飼
い
申
し
候
商
売
に
な
る
ほ
ど
ご
ざ
な
く
候

一
、
薪
取
場
　

大
泉
所
山
　

ぞ
う
ろ
く
山
　

南

の
入
山
　

北
沢
山
（
以
上
箕
輪

領
）

南
沢
山

（
高
遠
領
）

、
株
場
　
　

大
泉
所
山
　

ぞ
う

ろ
く
山
　

南

の
入
山
　

北
沢

山
　
南
沢
山

山
王
原
　

富
士
塚
原
　

上
ゲ
溝
原
　

く
る
み
沢
原
、
ほ
か

一
、
百
姓
草
場
　

二
七
か
所
　

百
姓
二
〇
大
に
て
持
ち
来
り
欽

此
反
別
壱
町
八
反
七
畝
九
歩

一
、
用
水
　

当
村
地
内
よ
り
出
水
用
い
申
し
候

一
、
堰
　
　

五
か
所
　

大
泉
川
よ
り
四
か
所
、
反

別
三
町
七
反

五
畝
余

北
殿
村
前

七
町
余
上
よ
り
く
ろ
川
、
反

別
三
町
九
反
七
畝
余
（
昨
年
ま
で

は
天
竜
川

か
ら
引
水
し
た
が
）

一
、
川
除
　
天

竜
川
・
大
泉
川
通
　

人
足
扶
持
米
一
日
一
人
五
合

一
、
橋
　

土
橋
二
か
所

村
中
普
請

一
、
他
村

へ
の
出

作

高
八
二
石

三
斗
余
　

六
か
村

へ
出
作

松
島
村

ヘ

ー
人
、
福
島
村
ヘ

ー
人
、
田
畑
村
ヘ

ー
人
、
北
殿
村
ヘ

ー

人

久
保
村
へ
三
人
、
大
泉
村
へ
五
大

べ

百
姓
二
〇
軒
　

高
持
百

姓
六
軒
　

地
下
百
姓
一
四
軒

二

門
屋
　

三
軒

一
、
水
呑
　

八
人

一
、
人
数
　

二

七
三
人
　

男

一
三
四
人
　

女
一
三
九
人

此

の
外

一
八
人
他
所
稼

ぎ
に
参

る

一
、
馬
四
二
匹
、
牛
二
匹

瓦2



第2 節　村　の　姿

一
、
馬
医
二

人
、
馬
喰

一
人
、

一
、
医

者
一
人

一
、
大
工
・
木
挽
・
桶
屋
・
柚
取
・
左
官
…
…
何

れ
も

な
し
　

紺
屋

一
人

一
、
御
朱
印
地
　
　

高
四
石
　

当
社
八
幡
宮
　

神
主
三
日
町
鳥
山
播
摩
守

一
、
御
除
地
　

一
、
地
蔵
庵
地
　

二
畝
歩

一
、
十
王
堂
地
　

二
〇
歩

フ

キ
リ

シ
ク
ン
類
族
　

な
し

一
、

鉄
砲

三
挺
　
　

猟
師
三

人

夏

秋
は
も
ち

を
つ
か
い
、
春

は
鉄
砲

で
鹿
島

を
う
ち
払

う

一
、
郷
蔵
屋
敷
　
　

二
畝
二
五
歩
　
御

蔵
長

四
間
横

二
間

一
、
酒

屋
　
壱

軒
　

一
九
年
以

前
か
ら
　

造
米
高

コ

ー石
五
斗

一
、
御
年
貢
米
　

籾
は
五
斗
入
、
米
は
四
斗
入

一
、
畑
作
　

大
麦
・
小
麦
・
粟
・
稗
・
大
豆
・
小
豆
・
ソ
バ

‘
大
根

一
、
田
畑
小
作
料

油
荏
・

カ
ブ

一
、
上
田
　

一
反
歩
に

つ
き
　

御
年
貢

の
ほ
か
二
斗

か
ら
二
斗
三
升

一
、
中
田
、
下
田
、
新
下
田
、
　
　

″
　
　
一
斗
五
升

か
ら

一
斗

七
八
升

ま
で

一
、
上
畑
　

一
反
歩
に
付
き
入
上
ゲ
米
一
斗
二
升

よ
り
壱
斗

五
升

ま
で

一
、
中
畑

・
下
畑
　
　
　
　
　

″
　
一
斗

よ
り
一
斗

二
升

ま
で

一
、
原
畑
　

御
年
貢
米

ば
か
り
で
も
作

り
手
な
し

一
、
年
季
質

物
　
田
畑

は

Ｉ
〇

年
季

ま
で

二

上
田
一
反

歩
に
つ
き
　
　

代

金
壱
両

一
分

～
一
両
三
分

．
　
一
、
中
田
・
下

田
、
新
田

″

代

金
壱
両
～
壱
両
二
分

一
、
上
畑
　

″
　
　
　
　
　
　

代

金
一
両

～
一
両

一
分

二

中
畑
・
下
畑
　

″
　
　

代
金
二
分
～
一
両

一
、
田
方
種
入

れ
の
こ
と

（
五
月
中
よ
り
五
〇
日
前
に
苗
代
作
り
）

一
、
上
田
・
中
田
　
　

一
反
に

つ
き
籾
一
斗
一
升

一
、
下
田
　
　
　
　
　
　
　

″
　
　
　

一
斗
三
升

一
、
新
田

μ

一
斗
四
升

ま

さ

一
、

畑
方
種
入
れ
の
事
　

秋
彼
岸
よ
り
土
用
迄
に
蒔

一
反
歩
に

つ
き
　

麦
二
斗
五
升

圭

二
斗
二
升

付
け
る

一
、
田
作
り
　
　
　

仕
付
け

の
時
節
五
月
中

（
夏
至
）
前
後
に
植
付
け

る

一
、
近
所
市
場
　

高
遠
町
御
城
下
へ
三
里

一
、
女

稼
ぎ
　
麻

布
作

り
　
商

売
に

は
し

な
い

一
、
男

稼
ぎ
　
耕
作

の
間

に

Ｉ
〇
月

か
ら
翌
三
月

ま
で
江
戸
稼

ぎ
、
飯
田
松
本

へ
の
付

け
越
し
商

も
少
し
す
る

一
、
名
主
、
組
頭

給
与

名
主
給
　

納
米

百
石
に
つ
き
六
斗
ず
つ
領
主
か
ら
年
々
、
俵
役
は
高
百
石

に
つ

き
八
石
ず
つ
抜
く
、
人
役
は
持
高
に
、

組
頭
給
は
な
く
俵
役
・
人
役
共
に
高
二
〇
石
ず
つ

一
、
定
使
　

一
人
あ
り
給
分
は
年
に
米
八
斗
二
升
五
合
ず

つ
抜
く
村
中
で
だ
す

元
禄
十
二
年
卯
七
月

与
治
右
衛
門

御
代
官
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
左
衛
門

治
郎
兵
衛

五
左
衛
門

伊
左
衛
門

庄
　

三
郎

（
大
宗
館
文
書
）

以

上
略

記

し

た

の

で

あ

る

が
、

元

禄

時

代

の
南

殿

村

の
様

子

が

全
体

的
に

よ

く

わ

か

る

。

こ

の
南

殿

村

の
明

細

帳

の

よ

う

に

く

わ

し

い

の

は
珍

し

い

が
、

各
村

の

明

細

帳

か

ら

当
時

の

村

の
様

子

を
拾

っ

て
記

せ

ば

次

の

よ

う
に

な

る

。

２
　

高
　

札
　

場

江

戸

時

代

に

は
各

村

に

高

札

場

が

あ

っ
て

、

大

事

な

御

条

目

や

村

高

・

村

入

用

等

が

掲

示

さ

れ

た

。
高

札

と

い
う

の

は
幕

府

や

藩

か
ら

の
掟

・

条

目

・

禁

制

な

ど

J 銘



第３章 村 の 近 世

を
板
に
か
き
、
人
目
に
つ
き
や
す
い
場
所
へ
掲
げ
法
令
の
周
知
を
期
し
た
も
の
の

こ
と
で
あ
る
。
柵
の
な
か
に
た
て
雨
覆
い
の
屋
根
を
つ
け
て
あ
っ
た
。
高
札
揚
の

故
意
の
破
損
は
処
罰
さ
れ
、
敷
地
は
無
年
貢
地
で
あ
っ
た
。

和
治
六
年
二
月

廃

止
）記

録
に
残
っ
た
南
箕
輪
の
高
札
湯
は
次
表
の
よ
う
で
あ
り
、
や
は
り
無
年
貢
地

で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

表
３
ｊ
５
　
明
細
帳
に
記
載
さ
れ
た
村
内
高
札
場

久

保
村

μμ

塩

ノ
井

////

北回

付

八甘

心

ず

柴几

才

鎔

心I

田皆

詣

七鐸

心

大

喬

二大

七
百

Ｊ

蛮

村

諒

七王一
一言

一一
jW

－
一枚
らﾌy

ズ

ン
ナケ

聳

j4こ

－

御香

一心

一ヶ

所

一
一一枚

ら
キ
リ

シ
タ
ン札

一

御
法

度

書
一

逃強
散訴

書一

一
心

一
ヶ

所

一
一一
枚

ら不

詳
Ｗ

ア
リ

一ヶ

所

一
一枚

心
キ
リ

シ
タ
ン
札
一

御
法
度
書

一心

一ヶ

所

八
キ
リ

シ
タ
ン
札

火
付
法
度

一
心

３
　

村
役
人
の

給
料

村
役

人
の
給
料

は
、
時
代

が
ち
が
う
の
で
比
較
に

は
な
ら
な
い
が
表
示

す
れ
ば

次
の
よ
う
に
な
る
。
は
じ
め
は
米

で
、

し
だ
い
に
銭

で
、
支
払

う
よ
う
に

な
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
大

泉
村

の
よ
う
に
、
幕
府
領
に

な
っ
て
支
払

わ
れ
な
く
な
っ
た
の

で
、
村

入
用

か
ら
ま
か
な
う
所
も
あ
っ
た
。

表
３
１
６
　
明
細
帳
に
記
載
さ
れ
た
村
役
人
の
給
料

1掌

符

言

七鎔

Ｗ

田縛

愉

七鐸

心

jW

/

辞

南
殿
村

一
⌒冗一禄

六一
九二

九年
心

貢

ﾂﾌ

ﾘ
ハツ

言

言

巻

Ｗ

納
米

百
石

六二斗 ツ

ズキ
ツ

名

主

ｽ｛゙

ﾂｸﾞ

リ
ー一一ツ

ナ

シ

ナ

シ

組

頭

年

五
貫

八
〇
〇
文

年
一
一貫

九
〇
〇
文

年
米

八
斗
一
一升

五
合

定

使

徐

村

//μ

ﾔy

蒋

//μ

北

殿

村

＿ 天

一 保

八

三 九

八年

心

金
一
一
分

金
一
一
朱

金
一分

４
　
郷
　
　
　
蔵

郷
蔵
は
江
戸
時
代
に
年
貢
米
を
保
管
し
た
り
、
備
荒
貯
穀
の
た
め
に
、
村
に
で

き
た
共
同
の
穀
倉
で
あ
る
。
今
で
も
そ
の
形
が
残
っ
て
い
る
塩
ノ
井
の
よ
う
な
と

こ
ろ
も
あ
り
、
わ
ず
か
に
地
字
に
「
郷
倉
敷
」
と
し
て
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ

夭

泉
）
も
あ
る
が
、
明
細
帳
に
は
次
の
表
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

表
３
１
７
　
明
細
帳
に
記
さ
れ
た
郷
蔵

郷
蔵
は
古
代
の
屯
倉
か
ら
始
ま
り
荘
園
の
荘
倉
、
中
世
の
各
村
の
倉
庫
な
ど

は
、
み
な
こ
の
郷
蔵
の
前
身
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
郷
蔵
は
鏝
初
年
貢
米
徴
収
な
ら

び
に
そ
の
保
管
の
た
め
た
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
年
貢
米
保
管
は
厳

重
に
行
な
わ
れ
た
た
め
、
村
方
で
は
郷
蔵
番
を
お
き
、
火
災
盗
難
な
ど
の
警
戒
に

あ
た
ら
せ
た
。
も
し
年
貢
米
加
役
人
の
改
め
以
前
に
損
害
を
う
け
た
場
合
に
は
、

村
方
で
そ
の
損
失
を
負
損
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

江
戸
中
期
以
降
、
特
に
天
明
・
天
保
の
飢
饉
後
は
、
郷
蔵
は
さ
ら
に
備
荒
貯
穀

祁4



第 ２節 村 の　姿

の
た
め
の
倉

庫
と
な
っ
た
。
天

領
で
は

寛
政
年
間
（
一
七
八
九
～
一
八
〇
〇
）
以
降

「
村

々
貯
穀
」

と
称
し
て
備
荒

の
貯
穀
場

と
し

て
郷

蔵
の
建
設

を
さ
か
ん
に

奨
励

し
た
。
南
箕
輪

の
郷

蔵
に
は
米
麦

よ
り
も
雑
穀
、
特
に

稗
が
多

く
貯

蔵
さ
れ
た
。

代

官
が
厳
重
に
こ
れ
を
管

理
し
、
飢

饉
の
際
は
庶
民
に
貸
与

し
て
、
年
賦

で
回
収

し
た
。
し
か
し
平

年
に
は
利
用

さ
せ
ず
、
年

々
新
穀

に
詰
替

え
さ
せ

て
、
腐

損
を

防

い
だ
。

こ

の
表
で
北
殿
村
に
は
郷
蔵
の
記

載
が
な

い
が
、
神
子
柴
村

で
天
明

八
半

か
ら

北
殿
村
へ
預
け
て
お

い
た
と
記
さ
れ
て

い
る
の
で
立
派
な
も
の
が
あ
っ
た
と
思

わ

れ
る
。
古
地
図
に
は
北
殿
村

の
郷
蔵
跡
が
記
さ
れ
て

い
る
。
（
国
道
西
で
き
く
や
百

な
お
、
田

畑
に
も
明
治
七
年
の
調
査
に
よ
る
と
、
天

保
一
四
年
に
民

費
で
建

て
た

郷
蔵
か
お
り
、
二
間
半
に
二
間
の
広
さ
で
あ

っ
た
と
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
江

表
３
１
９
　
郷
蔵
井
積
毀
地
坪
明
細
表
（
第
十
七
大
区
八
小
区
）

私公
五 籾
十拾

七
石

石 八壱斗
斗 四

壱升
升 六
五合

合
四
勺

私私
公

大籾拾

麦 八五

六十
石

石 八壱

八
石斗

升七 三
五斗升

合六九
升合

五三合勺

八才

私公
籾籾

十六
二石
石 四壱斗

斗五

二升
升二

六
合

勺六

五
勺

才五
才

私
公

籾籾

七
弐

十十

七
石

石七

九
合

斗九

二
勺

升八

九才
勺

九才

私私私公
稗大籾籾
十麦十拾

五三八六
石十石石

九七　三
斗石　斗

弐 一　四
升斗　升

三九　弐
合升　合

ﾀﾐ る

口　四才

私私
大籾
麦 弐
拾石
弐 四
石斗

弐 九斗升

四八
升 合

∧
合

私私
大籾
麦 六

六
石

石六

六
斗

斗七

七
升

升弐

弐合
合

公

私

種

類

耕神
地子
柴

田

畑
耕
地

南
殿

耕
地

北
殿

耕
地

大

泉
耕
地

塩
野井

久

保
耕
地

所

在
地
名

一一
一
十

坪

一一
一
十

坪

無
四

十
四
坪

九十

八坪

一一
一
十

六

坪

五
十
五
坪

地

坪

六

坪

六

坪

無 六

坪

六

坪

六

坪

六

坪 甘
言

一六
合十

四七
勺石

九
斗

六 ，
升

合百

三九
勺石

八九
才斗

∧
升
九

三拾
合八

三石
勺五
斗

七
升

八九
合拾

九七
勺石

五九
才斗

－
一升

六八
合拾
四七
勺石

四四
才斗

五
升

六拾
合 四

石

七
斗
四
升

四 拾

合 三

石

－一
一
斗

四

升

私公

積
穀

井

種
類
共

戸

時
代

後
期

に
は
ど
の
村

に
も
郷

蔵
が
で
き
た
の
か
、
明
治
初
年
に

は
表
３
－

９

の
よ
う
に
報

告
さ
れ
て
い
る
。

５
　

農
閑

期
の
稼
ぎ

旧

暦
で

Ｉ
〇
月

か
ら
翌
年

の
三
月

ま
で
、
今

で
い
え
ば
一
一
月

か
ら
四
月

ま
で

は
農
閑
期

で
あ
っ
た
。
こ
の
期
間

に
ど
ん
な
仕

事
を
し
て
い
た
か
、
明
細
帳

に
記

さ
れ
て
い
る
の
が
次
表
の
よ
う
で
あ
る
。

表
３
－
1
0
　農
民
の
農
閑
稼
ぎ
（
明
細
帳
よ
り
）

久

保
村

////

ザ

蒋

μ//

悲

村

付

八特

心

ず

柴几

才

谷

心

田ﾙ?

言

七言
Ｗ

素

村

寸

七百

心

真

村

－
⌒刀評

註

心

／

／

中 く
馬つ
稼 ｀

ぎ わ

ら
し

む
し
ろ

薪
取
リ

中薪
馬取

り

心く

只

わ

//ら
し

心

中薪
馬取

稼り
ぎ

松－

本尾

へ州
心

－
一一州

飯
田

く

只

わ
ら
Uﾐ

む
し
大

薪
取
リ

く

べ

わ
ら
七ﾐ

む
し
八

薪
取

り

江
戸

へ

江
一
戸
へ

松

本
飯
田

へ

男

の

稼

ぎ

麻

布
着
用

麻

布
着
用

鞭

草事な

白才

麻
布

家
内
用
麻

布

麻
布

お
り

な
ど
常
稼

な
し

麻
布

お
リ

女

の

稼

ぎ

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
男
は
藁
仕
事
の
く
つ
、
わ
ら
じ
、
む
し
ろ
な
ど
を
つ
く
っ
た

り
薪
取
り
を
し
た
。
そ
し
て
中
馬
稼
ぎ
も
し
た
。
飯
田
や
松
本
ま
で
、
こ
ち
ら
の

荷
物
－

年
貢
用
に
売
る
米
―
を
つ
け
て
い
っ
て
売
り
さ
ば
き
、
帰
り
に
は
塩
や
お

茶
を
は
こ
ん
で
き
た
。
そ
れ
は
駄
賃
稼
ぎ
で
あ
り
、
北
殿
村
の
よ
う
に
「
小
遣
い

銭
」
に
な
る
程
度
で
あ
っ
た
。
本
当
に
生
活
に
困
る
も
の
は
江
戸
等
へ
出
稼
ぎ
に

い
っ
た
。
そ
の
数
も
た
い
へ
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
。
南
殿
村
で
家
数
二
五
軒

父

塾
一
七
三
人
）
か
ら
一
八
人
も
が
江
戸
稼
ぎ
に
で
て
お
り
、
大
泉
村
で
は
当
時
五

五
軒
（
人
数
二
五
九
人
）
か
ら
四
五
人
も
の
出
稼
ぎ
が
あ
っ
た
。

６
　
酒
　
　
　
屋

瓦5



村 の近 世章第 ３

酒
屋
も
村
内
に
は
次
表
の
よ
う
に
あ
っ
た
。
日
本
の
酒
は
主
と
し
て
米
を
原
料

と
し
て
つ
く
ら
れ
、
そ
の
起
源
は
稲
作
と
と
も
に
は
し
ま
っ
た
。
早
く
か
ら
商
品

と
し
て
売
ら
れ
た
が
、
江
戸
時
代
以
降
各
地
に
酒
造
業
が
お
こ
っ
た
。
村
に
ま
で

居
酒
屋
が
で
き
て
、
農
民
に
買
酒
の
風
が
お
こ
っ
た
。
江
戸
幕
府
も
米
の
不
足
や

米
価
騰
貴
を
生
ず
る
の
で
、
酒
造
制
限
を
し
新
規
営
業
禁
止
令
を
だ
し
た
。
し
か

し
、
こ
の
効
果
は
な
く
酒
造
は
ふ
え
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

表
3
1
1
0
　
明
細
帳
に
記
載
さ
れ
た
酒
屋

久

保
村

μ//

ゲ

jｵ

μμ

北回

付

八特
Ｗ

ヰj

柴凡

才

谷

心

田ﾙ?

富

七鐸

心

ﾙj

村

ヰ

七言
Ｗ

奥

村

一諾

証

也年

酒

造

あ
り

酒

株

一
一一
〇
石

持

主
孫
十
郎

酒
株

五
石

酒

や

な
し

酒

や

一軒

一
九
年
以

前

よ
り
一
一
一石

五
斗

７
　
鉄
　
　
　
砲

戦
国
時
代
末
か
ら
、
刀
狩
り
と
称
し
て
、
農
村
か
ら
一
切
の
武
器
の
没
収
が
行

な
わ
れ
た
。
天
正

二
（
年
（
一
五
八
八
）
豊
臣
秀
吉
が
行
な
っ
た
刀
狩
り
が
有
名

で
あ
る
。
国
内
統
一
に
あ
た
っ
て
も
っ
と
も
大
き
な
障
害
と
な
っ
た
の
は
、
農
民

が
武
器
を
も
っ
て
た
ち
あ
が
る
土
一
揆
、
一
向
一
揆
で
あ
り
、
こ
れ
を
指
導
す
る

手
農
半
武
士
的
な
土
豪
・
地
侍
た
ち
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
か
れ
ら
か
ら
武

器
を
と
り
あ
げ
、
農
業
に
専
念
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
鉄
砲
は
所
持

で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

明
細
帳
で
み
る
か
ぎ
り
、
村
に
は
せ
い
ぜ
い
鉄
砲
が
三
挺
ぐ
ら
い
し
か
な
い
。

し
か
も
そ
れ
は
預
り
鉄
砲
で
、
威
銃
で
し
か
な
か
っ
た
。
大
泉
村
で
は
、
「
月
切

鉄
砲
・
用
心
鉄
砲
、
稽
古
鉄
砲
・
浪
人
鉄
砲
御
座
な
く
候
」
と
し
て
「
定
威
鉄
砲

二
挺
　

預

り
主
文

六
・
小
兵
衛
」

と
そ
の
所
在

を
は
っ
き
り
さ
せ
て

い
る
。
こ
れ

が
農
村

の
通
例
で
あ

っ
た
。

表
3
j
1
1
　明
細
帳
に
記
載
さ
れ
た
鉄
砲

久

保

村

μ μ

ｹl

蒋

//μ

北

殿

村

＿天

一 保

八

三 九

八 年
Ｗ

撃

符

語

七百

Ｗ

田
皆

講

七鐸

Ｗ

jk

村

諜

七言

心

南

蒋

一匹

ﾉﾍ ‾゚
谷

心

// //
灘

〒

鉄

砲

一
一一挺

万

万で

一 一一 一

鉄

砲

一
一一
挺

匁 匁
一
一
分

預

り
主

小文
兵六
衛

８
　

入
　

会
　

山

か
く
て
、
農
民
は
農
業
に
専
念

を
強
要

さ
れ
た
し
、
専
念
せ

ざ
る
を
得

な
か
っ

た
。
明
細
帳

の
多
く

の
頁
は
入
会
山
と
入
会
抹
野

の
記
述
に
う

ず
ま
っ
て
い
る
。

表
３
－
1
2
　明
細
帳
に
記
載
さ
れ
た
入
会
地

久

保
村

μ//

塩

ノ
井

////

北

殿
村

－
天

一保
八
三九

八年
心

掌

柴九

才

谷

Ｗ

田行

司

七
鐸

Ｗ

ｶj

村

ヰ

七且

心

Jj

村

一諾

｣一回

忿年

御北大
射 沢泉

山山所

仙
南
沢
山

神
名
沢

北 大

沢 泉

山 所

仙

南 ｀

沢

山 ＿

神`

御 名

射 沢

山 ‾

北 大

沢 泉

山 所

仙

南 ｀

沢 蔵

山 鹿

｀山

御 ｀

射

山

御南大
射入泉

山 所`
北 山
沢 ｀

山蔵
漉

南 山
沢 ｀
山矢
旬

御南大
射入泉

山 所`
北山
沢 ｀

山蔵
漉

南山
沢 ｀
山矢

の`

御南大
射入泉

山 所`
北山
沢 ｀

山蔵
漉

南山

沢 ｀
山矢

の`

入大
山泉
浙

北山
沢 ｀

山蔵
漉

南山
沢 ｀
山南

の

ﾗ:

二山
八監

し

三 大

本 芝

木 原

原 ｀

上`

中 ゲ

野溝

原 原

ゝ　ゝ

北 島

原 居

原

三大
本芝
木原
原

中
野

原上
丿

北溝
原原

三 大

本 芝

木 原

原

士

中 ゲ

野 溝

原 原

ゝ　ゝ

北

原

原大
芝`

三原

本 ｀
木牛
原馬

｀
飼

中揚

野 ｀
原上

ゲ
溝

原 原 大

芝`

三 原

水 ｀

木 牛

原 馬

飼`

中 場

野 ｀

原 上

丿

北 溝

大
芝
原

南

の原

北

の原

入

会

原

心
株
野
心

j閲
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入
会
山
が
ど
れ
ほ
ど
農
民
に
と
っ
て
大
切
な
山
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
そ
こ
か
ら
流

れ
で
る
川
が
い
か
ほ
ど
大
切
で
あ
っ
た
か
は
、
そ
の
記
述
量
か
ら
だ
け
で
も
推
察

で
き
る
。
詳
し
く
は
第
五
章
入
会
山
野
と
村
の
生
活
を
参
照
さ
れ
た
い
。

五
　

人
別
帳
・
宗
門
帳
と
戸
口

１
　
人
別

改

帳

江
戸
時
代
、
人
口
の
こ
と
を
人
別
と
い
い
、
人
別
改
め
と
は
人
口
調
査
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
人
別
改
め
は
、
戦
国
時
代
織
田
・
豊
臣
の
時
代
既
に
領
主
が

農
民
把
握
の
た
め
に
行
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
本
村
に
は
そ
の
上
う
な
資
料
は

残
っ
て
い
な
い
。

江
戸
時
代
は
、
人
別
改
め
は
幕
府
や
領
主
の
必
要
に
応
じ
て
行
な
わ
れ
て

お

り
、
そ
の
資
料
が
若
干
残
っ
て
い
る
の
で
二
圭
二
の
資
料
を
掲
げ
よ
う
。

（
表
紙
）
　

寛
文
十
二
年

南
殿
村
男
女
人
数
馬
数
改
帳

脇
坂
様
よ

り
御
領
に
成
り
始
め

天
羽

七
右
衛
門
様
御
改
め
に
付
き
書
上
げ
候
ひ
か
え

図3-8　 南殿村人数家数馬数改帳　 写

（寛文12年）　 （大宗館文書）

（

本

文

）

-

、
父
　

七
左
衛
門

誓女
房

下

人
　

五
人

下

女
　

六
人

／

拾
五
人
内
好

馬
　

四
疋

長
兵
衛
分

八七
人人

同
人

附
屋

一
、
長
三
郎

女

房
男
　

壱
人
　

う
し

／

三
人
内
心
匹
（

馬
壱
疋

同

人
　
門

屋

一
、
勘
三
郎

女
房

女

子
壱
人
　

み

の

惣
人
数
弐
拾
壱

人

（
軒
）

壱
軒
　

本

屋

家
数
三
間
　

弐
軒
　

門

屋

馬
五
疋

て

父
母女

房
女
子
壱
人
　

か
め

権
七
郎
分

／
五
人
森

谷

牛
壱
疋

お
じ

一
、
清

七
郎

女
房

男
子
壱

人
　
長
衛

／

三

人

内
（
　

七

に（

馬
壱
疋

一
、
清

左
衛
門

女
房

男
子
壱

人
　
伝
三
郎

女
子
壱
人

馬
壱
疋

同

人
　
門
屋

一
、
勘
太
郎

女
房

女
子
壱
人

／
三
人
内
バ

弐壱
人人

惣
人
数
拾
五

人

家
数
四
軒
内
　

壱
軒
本
屋

弐
軒
合
地

壱
軒
門
屋

馬
数
弐
疋
牛
壱
疋

（
四
戸
分
略
）

総
人
数
合

七
拾
二
人

拓7
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三
拾

六
人
男

内

三
拾

六
人
女

家
数

合
拾
六
軒

六
軒

内

三
軒

二
軒

五
軒

牛
馬
合
拾
五
疋

本

屋

合

地

隠
居

門

屋

内
　

拾

弐
疋
馬

三

疋
　

牛

右
の
通
り
南
殿

村
総
百

姓
家
数

人
数

牛

馬
数
壱
人
切
り
に
相
改
め
少
し
も
相
違

無
く
書
き
上
げ
申
し
候
以

上

寛
文
拾
弐
年
子
八
月
十

八
日

名
主
　

長
兵
衛

組
頭
　

二
郎
兵
衛

御
代
官
様

（
大
宗
館
文

書
）

こ
れ
は
、
脇
坂
領
よ
り
幕
府
頷
に
変

わ
っ
た
と
き
、
（
一
六
七
二
）
代
官
天
羽

七

右
衛
門
に
提
出
し

た
南
殿
村
人
別
改
帳

の
一
部
で

あ
っ
て
、
本
村
で

は
最
古

の
人

別
帳
で
あ
る

。
内
容
を
見
る
と
、
長
兵
衛
家
で
は
本
屋

の
家
族
と
門
屋
二
世
帯
分

を
含

め
て
二
一
名
が
一
戸
を
構
成
し
て
お
り
、
権
七
郎
家
は
本
屋

の
家
族
と
合
地

二
世
帯
、
門
屋
一
世
帯
を
含

め
て
一
五
人
が
一
戸
を
構
成
し
て

い
て
、

い
ず

れ
も

複
雑
な
構
成

の
大
家
族
形
態
に
な

っ
て
い
る
。

人
数

は
各
世
帯
ご
と
に
計
を
記
し
、
そ

の
男
女

の
内
訳
が
書

か
れ
て

お
り
、
さ

ら
に
各
世
帯

の
牛
馬

の
保
有
数
が
記
入
し
て
あ

る
。
一
戸

の
総
人
数

お
よ

び
牛
馬

数

は
そ

の
戸

の
末
尾
に
ま
と

め
て
記
入
し
、
南
殿
村

の
総
人
数
、
牛
馬
数
が
最
後

に
記
入
し
て

あ
り
、
寛
文

コ

ー年
（

二
（

七
二
）
の

総
人
数

は

七
二
人
で
あ

っ
た

こ
と
が

わ
か
る
。
家
数
に

つ
い
て

竺

戸
の
記
載
の
後
に
あ
げ
、
そ

の
内
訳
、

た
と

え

ば
権

七
郎
家
で
は
壱
軒
本
屋
、
壱
軒
合
地
、
壱
軒
門
屋
と

い
う
よ
う
に
戸
内
に

お
け

る
地
位
関
係
を
示
し
て

い
る
。

こ

の
よ
う
に
、
こ

の
人
別
帳
は
人
口
や
戸
数
、
牛
馬
数
を
調
査
す
る
こ
と
が
主

目
的
で

あ
ろ
う
が
、
こ

の
時
代

の
複
雑
な
家
族
構
成
と
そ

の
中
に

お
け

る
各
人

の

地
位
や
主
従
関
係
等
、
社
会

の
仕
組
み
を
示
す
よ
う
な
興
味
あ

る
点
が
示
さ

れ
て

い
る
。

三

、
村
人
の
生
活
１
、
近
世
の
農
業
経
営
参
照
）

次
に
、
元

禄
一
三
年

の
神
子

柴
村

の
人
別
改
帳

を
み

よ
う
。

（
表
紙
）

元
禄
十
三
年

信
州
伊
奈
郡
箕
輪
領
神
子
柴
村
人
別
御
改
帳

辰
六
月
　
日

（
本
文
）

一
高
三
拾

壱
石

九
斗
三

升
六
合

此
反

別
弐
町
壱
反

九
畝
歩

禅
宗
　

五
人
組
　

伊
兵
衛
　

四
拾

九
歳

御
支
配
所
の
内
羽

広
村
介

左
衛
門

と
申
す
者

の
娘
に
て
御
座
候

一
男
子
　

手
前
に
罷
り
在

り
候

一
男
子
　
同
前

一
男

子
　
同
前

一
下
男
　

譜
代

一
地
下

に
罷

り
在

り
候

御
支
配
所

の
内
薮
原
新
田
市

左
衛
門
と
申

す
者

の
娘

に
て
御

座
候

一
地
下

に
罷

り
在

り
候

太
田
隠
岐
守
様
御
知
行
所
久
保
村
久

七
郎
と

申

す
者

の
娘
に
て
御
座
候

一
男

子
　

手
前
に
罷

り
在

り
欽

一

地
下
に
罷

り
在

り
欽

内
藤
丹
後
守
様
御
知
行
所
表
木
村
与
兵
衛
と
　
　

女
房

申

す
者

の
娘
に
て
御
座
候

人
数
合
拾
三

人
内
心
　

醜
に
心

馬
数
四
疋
　

牛
数
壱
疋

林
　

四

畝
廿
四
歩
御

座
候

草
場
三

畝
拾
五
歩
御
座
候

女
　

房
　

四
拾

六
歳

伝
之
丞

六
之
助

弥
　

良

沙
三
郎

茂
兵
衛

ミ
　

ヤ

久
四
郎

女
　

房

ふ
　

じ

久
　

作

か

つ

弐
拾
壱
歳

拾

七

歳

拾
　
　

歳

四
拾
壱

蔵

六
拾
壱
歳

五
拾
三
歳

五
拾
四
歳

五

拾

歳

拾

六

歳

五
拾
壱
歳

四
拾
七
歳

拓S
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藪
御
座
無

く
候

茶
園
御
座
無
く
候

（
中
略
一
戸
分
）

一
高
拾
弐
石
四
斗
七
合

此
反

別
九
反

九
畝
廿
九
歩

（
注
　

以
上
が

二
戸
分
で
あ

る
）

禅
宗
　
伊
兵

衛
組
　

弥
兵
衛
　

五
拾
四
歳

内

藤
丹
後
守

様
御

知
行
所
川

手
村
市

左
衛
門

と
申

す
　
　

女
　

房
　

四
拾

八
歳

者
の
娘
に
て
御

座
候

一
女
子
　

手
前
に
罷

り
在
り
侯

一
男
子
　
同

前

一
地
下

に
罷

り
在

り
候

入

数
合
五
人
内
好
　

七
に
心

馬
壱
疋
御
座
候
　

牛
御
座
無

く
候

藪
御
座
無
く
侯

茶
園
同
断

外
に

一
男
子
　

是

は
五
年
以
前
江
戸
へ
参
り
竹
山
二
丁
目

に
奉
公
罷
り
在
り
候
　

人
数
　

男
　

壱
人

（
中
略
一
九
戸
分
）

高
都
合
　

四
百
五
拾
九
石
六
斗
壱
升
六
合

此
反
別
　

三
拾
七
町
八
反

九
畝
弐
拾
歩

人
数
合
　

百
五
拾
三
人
　

内（
　

拙
匹
（

人
　
内

ル
皿

卜（

ま
　

っ
　
　

八
　
歳

長
　

末
　
　

六
　
歳

吉

左
衛
門
三
拾
弐
歳

吉
兵
衛
　

二
拾
四
歳

林

都
合
　

八
町
六
反

八
畝
口
口
　
　

内

五
町
八
畝
八
歩
　
田

畑
・
神
子
柴

論
辨

草
場
都
合
　

壱
町
八
反

四
畝
八
歩
　
内

六
反

弐
畝
八
歩
　
田
畑

・
神
子
柴

論
所

馬
　

三
拾
弐
疋
　
　

牛
　

三
疋

外
に人

数
合
拾
壱
人
　
日
疋
は
当
村
よ
り
他
村
へ
出
侠
分

右

は
此
度

人
別
御
改

め
仰
せ
付
け
ら
れ
候
に
付
き
、
村
中
委
細
吟
味
を
遂
げ
帳
面
仕
上

げ
少
し
も
相
違
御
座
無
く
候
。
働

っ
て
件

の
如
し

元
禄
十
三
年
辰
ノ
六
月
　

日

信
州
伊

那
郡
箕
輪
領
神
子
柴

村

名
主
　
儀

左
衛
門

組
頭
　

八
右
衛
門

御
代
官
様

夭

和
手
文
吝

こ
の
人
別
改
帳

は
元
禄

コ

ー年
（
一
六
九
九
）
領

主
板
倉
頼
母

が

領
地
替

え

と

な
り
、
本
村
関
係

は
幕
府
領

と
太
田
領
に
分
割
し

て
統
治

さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

が
、

そ
の
幕
府
領

と
な
っ
た
村

々
が
改

め
て
編
集
し

て
代
官
所
に
提
出
し

た
も

の

で
、
田
畑
村
に

も
同
様

な
も
の
が
残

っ
て
い
る
。

図3-9　 田畑 村人別帳（元禄13年）

（門屋文書）

こ
の
形
式
は
家
ご
と
に
持
高
と
反
別
を
記
載
し
、
戸
主
と
家
族
の
名
前
・
年
齢

を
列
記
し
て
あ
る
。
家
族
に
つ
い
て

は
戸
主
と
の
関
係
及
び
其
の
所
在
を
明
記

し
、
特
に
女
房
・
下
男
・
下
女
等
は
出
身
地
と
そ
の
父
親
を
明
ら
か
に
し
、
戸
主

の
上
に
は
宗
旨
が
書
い
て
あ
る
な
ど
宗
門
改
帳
の
匂
い
も
あ
る
が
檀
那
寺
の
記
載

と
寺
請
け
の
文
も
な
く
、
宗
門
帳
と
い
う
に
は
条
件
が
整
っ
て
い
な
い
。
各
戸
の

末
尾
に
人
数
を
記
し
た
後
、
牛
馬
の
所
有
数
及
び
林
・
草
場
の
面
積
を
記
入
し
て

あ
る
。
林
・
草
場
は
元
禄
一
一
年
に
新
た
に
検
地
を
受
け
て
い
る
の
で
、
そ
の
確

j卵
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認
の
意
味
で
記
載
が
要
求
さ
れ

た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

さ
ら
に
「
外
」
と
し
て
、
年
季
奉
公
・
出
稼
ぎ
等
他
出
し
て

い
る
も
の
の
名
前

お
よ

び
現
住
所
を
記
入
し
て
あ
る
。

こ
の
こ
と

か
ら
、
表
紙
に
人
別
改
帳
と
あ
る
よ
う
に
人
別
に
住
民
を
把
握
し
、

さ
ら
に
石
高
・
反
別
・
牛
馬
数
・
林
草
場
面
積
等
代
官
と
し
て
の
統
治
に
必
要
な

基
礎
資
料
を
集
め
る
た
め
に
、
人
別
改
め
が
行

な
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

以

上
み
て
き

た
よ
う
に
、
人
別
改
帳
は
支
配
者
が
替

わ
っ
た
時
な

ど
そ

の
要
求

に
基
づ

い
て
作
成
さ

れ
、
農
民

の
把
握
、
政
治
経
済

の
基
礎
資
料
等
統
治
に
必
要

な
調
査
で
あ

っ
た
と

い
え

る
。
し

か
し
、
し

だ
い
に
宗
門
改
帳
に
石
高
・
牛
馬
数

等
を
併
記
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
人
別
改
帳
と
宗
門
帳
と
合
体
し

た
よ
う
な
形
に

な

っ
て
い
る
。

人
別
改

め
は
毎
年
行

な
わ
れ
た
わ
け
で

は
な
く
、
毎
年

の
村

の
人
員

の
増
減

を

把
握
す

る
た
め
「
人
別
増
減
書
上
帳
」
と

い
う
も

の
が
毎
年

の
よ
う
に
報
告

さ
れ

て
い
る
時
代

が
あ
り
、
人
員

の
増
減

お
よ
び
そ
の
理
由
、
家
数
、

牛
馬

数
等
を
記

入
し

た
書
上
帳

が
多

く
残

さ
れ
て
い
る
。

２
　

宗

門

改

帳

巾

宗

門

改

め

「

日
本
国

は
神
国

た
る
処
、

き
り
し
た
ん
国

よ
り
邪
法

を
授

け
候
儀

太
以

て
然

る
べ
か
ら
ず
候

こ
と
」
。
こ

れ
は
天
正
一
五
年
（
一
五
八
七
）
六
月
秀
吉
が

九
州
征

服

の
際
博
多
滞
在
中
に
発

し
た
バ
テ

レ
ン
追
放
令

の
第

一
条
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
我

が
国

に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教

の
禁
止
が
始

ま
っ
た
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト

教

の
禁

止
は
そ
れ
ほ
ど
厳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

江
戸
幕
府

は
し
だ
い
に

キ
リ
ス
ト
教

の
取

締
り
を
厳
し
く
し
、
特
に
寛
永
一
四

年
（

二
（
三
言

の
島
原

の
乱
以

後
禁
教
政
策
は

強
化

さ

れ
、
寛
永

コ
（

年
に
は

す

フ
ン
ダ
以
外

の
外
国

人
の
入
国

禁
止
、
同

一
七
年
に
は
宗
門

改

め

役
（
キ
リ
シ

タ
ン
奉
行
）
を
置

い
て
人
別

に
宗
旨
を
調
査

し
、
キ
リ

ス
ト
教
信
徒

の

検
索
摘
発

に
あ
た
っ
た
。
さ
ら
に
、
寛
文
四
年
（
二（
六
四
）
に
は
諸
藩
に
も
宗
門
改
め
役

人
を
置
い
て
、
家
中
、
領
内
く
ま
な
く
信
徒
を
検
索
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。

こ
の
宗
門
改
め
政
策
に
基
づ

い
て
、
寛
永
一
七
年
（
一
六
四
〇
）
に
寺
請
制
度

が
実
施
さ
れ
、
宗
旨
人
別
改
帳
の
作
成
が
始
ま
っ
て
い
る
。

寺
請
制
度
は
国
民
全
部
を
家
単
位
に
い
ず
れ
か
の
寺
に
属
さ
せ
る
檀
那
制
度
に

編
成
し
、
国
民
一
人
一
人
を
キ
リ
シ
タ
ン
信
徒
で
は
な
く
、
仏
寺
の
檀
徒
で
あ
る

こ
と
を
檀
那
寺
仁
証
明
さ
せ
る
制
度
で
あ
る
。

宗
旨
人
別
改
帳
は
こ
の
寺
請

(玉理軒文書)図3-10　き りした ん禁制高札

制
度
に
基
づ
い
て
、
一
村
ご
と

に
一
冊
と
し
、
そ
れ
に
全
戸
を

家
ご
と
人
別
に
記
名
し
て
そ
の

上
に
檀
那
寺
名
を
書
き
入
れ
、

檀
那
寺
が
檀
徒
で
あ
る
こ
と
を

証
明
す
る
印
判
を
押
す
形
式
で

調
製
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
檀
那
寺
は
寺
請
制
度

に
よ
っ
て
必
要
に
応
じ
寺
請
状

を
発
行
す
る
。
寺
請
状
は
寺
請

証
文
・
宗
旨
証
文

―
寺
手
形
な

ど
と
も
言
わ
れ
、
も
と
は
キ
リ

シ
タ
ン
信
者
が
仏
教
に
改
宗
帰

依
し
た
こ
と
を
証
明
す

る
た

め
、
檀
那
寺
が
そ
の
檀
家
で
あ

る
こ
と
を
認
め
、
そ
の
こ
と
を

奉
行
所
に
差
し
出
す
よ
う
に
し

た
書
状
で
あ
っ
た
が
、
後
に
は

j 刀
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一
般
化
し
、
婚
姻
・
旅
行
・
奉
公
入

雇
入

れ
等

の
場
合

の
身
分
証
明
書

の
よ
う
な

形
に

な
っ
て
い
る
。

(2)

各

時

代

の

宗

門

改

帳

ア
　

脇

坂

時

代

の
宗

門

改

帳

（
表
紙
）

北
殿
村

御
　

改
　

帳

（
本
文
）

一
、
今
度
ば
天
連
・
い

る
ま
ん
・
き
り
し
た
ん
の
宗
門
御
改
め
に
付

い
て
男
女
共
に
吟

（
者
）

味
仕
り
侠
え
共
、
此
の
村
に
一
人
も
御
座
無
く
候
。
其
の
上
う
さ
ん
な
る
物
男

女
童

に
至
る
迄
か
か
え
置

き
申
さ
ず
候
。
其
の
為
五
人
組

に
宗
門

改
め
仕

り
村

中
御

手
が

た
指

し
上
げ
申
し
候
。

一
、
禅
宗
　

寺

は
城

安
寺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭
　
　

九
郎
右
衛
門

⑩

一
、
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
　

房
　
　

⑩

一　 一 一 一

３ ，　 ゝ　　ゝ　　ゝ

同　　 同　 同　 同

一
、
同

一
、
禅
宗
　

寺
は
城
安
寺

二

同

一 一　 一 一

ゝ　　 ゝ　　　 ゝ　　 ゝ

同　 同　　 同　 同

一

同

一

同

男
子

μ　　 μ

と
　
称
　
　

⑩

い
ん
郎
子
　

⑩

新
三
郎

右
之
新
三
郎

女
子

女

房

ま

ん

五

介

は
　

は

女
子
　
　

ゆ
　

は

男
子
　
　

お
　

と

門
ノ

藤

左
衛
門

男
子

女

房

く

ら

た

ん

⑩俗 ⑩ ⑩ ⑩　 ⑩ ⑩ ⑩ 俗 物 ⑩

一
、

同（
以

下

四

軒

略

）

女
子
　
　

ふ
　

く
　
　

⑩

（
者
）

右

御

改

め
宗

門

壱

人

も

御

座

無

く

候

。

其

の
上

む

ざ

と

仕

り

た

る
物

郷

中

に

か

か

え

置

き
申
す
間
敷
く
候
。
後
日
に
御
改
め

の
宗
門
又
は
む
ざ
と
致
し
た
る
も
の
か
か
え
置
き

申
し
候
と
訴
人
御
座
候
わ
ば
、
右
五
人
組

の
者
共
急
度
曲
事
に
仰
せ
付
け

ら

る

べ

く

候
。慶

安
弐
年
丑
ノ
七
月
晦
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭
　

九
郎
右
衛
門
⑩

五
　

介
　
　

⑩

七
右
衛
門
　

⑩

伝

左
衛
門
　

⑩

源
右
衛
門
　

⑩

仁
右
衛
門
　

⑩

（
以
下

五
人
組
二
組
の
記
載
略
）

北
殿

村
　

苛

烈
　
少
右
衛

門
　

⑩

組
頭
　

九
郎
右
衛

門
⑩

仁

左
衛
門
　

但

三
郎
兵
衛
　

⑩

喜
右
衛
門
　

⑩

鳥
飼

六
大
夫
殿

郁

志
重
左
衛
門
殿

（
千
桐
屋
文
書
）

こ

れ

は
脇

坂

飯

田

城

主

支

配

時

代

の
北

殿

村

の
宗

門

帳

で

、

本

村

で

発

見

さ

れ

た
最

古

の
宗

門

帳

で

あ

る

。
戸

数

は

一

七
戸

あ

り
、

そ

れ
が

六

戸

・

八

戸

・

三

戸

の
三

組

の
五

人

組

に

編

成

さ

れ

て

お

り
、

そ

の
最

初

の
五

人

組

の
分

を

掲

げ

た

も

の
で

あ

る

。

記

載

形

式

を

見

る

と

、

五

人

組

ご

と

に

宗

門

改

め

を

し

て

手
形

を

差

し

上

げ

る

旨

を

前

書

き

し

、

各

戸

ご

と

に

戸

主

と

そ

の

家

族

を

列

記

し

、

名

前

の

上

に

宗

旨
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第３章 村 の 近 世

と
檀
那
寺
を
記
入
し
て
あ
る
。
名
前
の
下
に
年
齢
の
記
入
が
な
く
一
家
同
一
印
判

を
押
捺
し
て
あ
る
。
さ
ら
に
、
五
人
組
の
終
わ
り
に
奥
書
き
を
し
て
各
戸
主
が
連

署
し
て
あ
る
。

イ
　
板
倉
時
代
の
宗
門
帳

天
和
二
戌
年

信
州
伊
那
郡
南
殿
村
宗
旨
御
改
帳

控

（

本

文

）

壱

軒
壱
軒

五
郎
作
子

同
人
娘

下
　

人

下
　

女

五
郎
作
親

五
郎
作

女
　

房

長
左
衛
門

太 つ よ 長

郎 る し 吉

百
　
　

介

せ
　
　

ん

久

三

郎

女
　
　

房

五
郎

作
伯

父
　
市

丘（

衛

女
　
　

房

右

拾
三
人
　
内
心
　

九
に
心

代

々
禅

宗
に
て
拙
僧

旦
那
に
紛

れ
御

座
無
く
候

信

州
箕
輪
領
木
下
村

城

安
寺

五
郎
作
地
下

羽

左
衛
門
子

四
拾
五
歳

三
拾

八
歳

廿
歳

四
歳

八
歳

六
歳

弐
拾
四
歳

拾

六
歳

拾

六
歳

六
拾

八
歳

六
拾
弐
歳

三
拾
八
歳

三
拾
弐
歳

羽

左
衛
門

と
　

ら

六
拾
三
歳

拾

四

歳

右
弐
人
　高

言

代
々
禅
宗
に
て
拙
僧
旦
那
に
紛
れ
御
座
無
く
欽

信
州
箕
輪
領
木
下

村
　

養
泰
寺

外
弐
人
酉
御
改

め
後
減

一
、
羽
左
衛
門
子
善
四
郎
他
所
へ
奉
公
に
参
り
候

一
、
同

人
女

房
当

二
月
相
果

て
申
し
欽

（
中
略

一
五
軒
分
）

人
数
　
百
八
拾
九
人
　
Ａ

昌

己

外

九
人

は
酉
御
改

め
以
後
減
り
申
し
候

右

の
者
代
々
拙
僧
旦
那
に
御
座
候
。
御
法
度

の
恥
が
宗
門
は
御
座
無
く
侠
。
若
し
耶
蘇

宗
門

と
申
す
者
御
座
候

わ
ば
拙
僧
共
罷
り
出
申
し

わ
け
仕

る
可
く
候
。
後
日

の
為
働

っ

て
件

の
如

し

信
州
箕
輪
領
木
下
村
禅
宗

本
寺
高
遠
領
中
沢
村
常
秀
院
末
寺
　

城
安
寺

同
　

村
　

同
　

宗

本
寺
上
田
領
横
尾
村
信
綱
寺
末
寺
　

養
泰
寺

天
和

二
戌

二
月
十
五
日

宗
旨
御
改
め
御
奉
行

衆
中

右
の
通
り
人
別

相
違
無

く
宗
門

の
儀
代

々
の
旦

那
寺
判
形
取

り
差

し
上

げ
申
し
候

。
御

法

度
の
耶
蘇
宗
門
村
中

一
円
御
座
無
く
候

。
若

し
不
審
成

る
者
御
座
候

わ
ば
隠
し
無
く

申
し
上
げ
候
様

に
色
々
御
穿
繋
御
座
候
得
共
不
審

な
る
者

は
御
座
無
く
候

。
脇
よ

り
訴

人
仕
り
侠
わ
ば
其
の
者

の
儀

は
申

し
上
ぐ

る
に
及

ば
ず
、
名

主
五

人
組

ま
で
如
何
様

の

曲
事
に
も
仰
せ
つ
け
ら
る
べ
く
候

。
後
日

の
為
の

っ
て
件

の
如
し

天

和
二
戌
二
月
十
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　

南
殿
村
　

名
主
　
　

金
左
衛
門

組
頭
　
　

五
郎
作

長
百

姓
　
兵
右
衛
門
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宗
旨
御
改
め

御
奉
行
衆
中
様

μμμ

権

七
郎

次
郎
兵
衛

作
左
衛
門

夭
宗
館
文
言

天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
の
こ
の
南
殿
村
の
宗
門
帳

は
板
倉
氏
支
配
の
時
代
の

も
の
で
あ
る
が
、
村
の
控
で
あ
る
た
め
印
判
の
捺
印
が
な
く
、
ど
の
よ
う
に
押
捺

さ
れ
て
い
た
か
不
明
で
あ
る
が
、
宗
門
帳
の
形
式
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

宗
門
帳
の
記
載
形
式
は
壱
軒
ご
と
に
戸
主

お
よ
び
家
族
の
名
、
年
齢

を
列
記

し
、
名
前
の
上
に
は
戸
主
と
の
関
係
を
記
入
し
て
あ
る
。
各
戸
の
末
尾
に
は
家
族

人
数
を
書
き
、
檀
那
寺
が
自
寺
の
旦
那
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
文
と
、
寺
の
所

在
地
と
寺
名
を
記
し
て
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
に
前
年
の
宗
門
改
め
の
と
き
か

ら
の
人
数
の
増
減
お
よ
び
そ
の
理
由
を
つ
け
足
し
て
あ
る
。

全
戸
記
載
の
後
に
は
檀
那
寺
の
請
状
を
書
き
、
各
檀
那
寺
が
そ
の
所
在
地
と
寺

名
、
本
寺
の
所
在
地
と
寺
名
を
連
署
し
て
お
り
、
最
後
に
村
役
人
に
よ
る
奥
書
と

村
役
人
の
連
署
か
お
る
。

ウ
　
幕
府
領
時
代
の
宗
門
帳

元
禄
十
五
年

き

り

し

た
ん

幾

利

支

丹

穿

馨

宗

門

御

改

帳

午

三
月
　
　
　

信

濃
国
伊

奈
郡

田
畑
村

（
木
文
）指

し
上
げ
申
す
一
札

の
事

切
支

丹
宗
門

の
儀
累
年
御

禁
制
仰
せ
付

け
ら

れ
候
得
共
、

弥
々
以
て

此
の
度
右

の
宗
門

御
穿

盤
に
付
き
、
村
中
大
小
百
姓
召
仕

い
の
男
女
門

屋
並
び
に
出
稼

ぎ
社
人
山
伏
行
人

な

ど
も
、
僧
博
士
太
夫
鐘

た
だ
今
其

の
外
稼
ぎ
身
乞
食
口
口

等
に
至

る
迄
、
当
村
住
居

の
者
壱
人
も
残
ら
ず
明
細
に
吟
味
仕
り
候
処
、
右
宗
門
は
申
し
上
ぐ

る
に
及

ば
ず
、
前

々
邪
宗
門

に
て

こ
ろ
び
候
者

並
び
に
類

族
の
者
御

座
無
く
候
。
依

っ
て
銘
々
旦
那
謐
判

仕

り
差

し
上

げ
申

し
侠
。
白
今

弥
々
油
断
無
く
五
人
組
切
り
に
相
改
め
右

の
宗
門
御
座

候
わ
ば
御
注
進
申
し
上
ぐ
可

く
候
。
若
し
怪
敷
き
宗
門
こ
れ
有
る
を
隠
し
置
き
後
日
に

露
顕

仕
り
候
わ
ば
、
当
人
は
勿
論
庄
屋
五
人
組
村
中
の
者
ま
で
如

何
様
の
御
仕
置

き
に

も
仰
せ
付

け
ら
る
可

く
候
。
依

っ
て
件

の
如

し

信
濃
国
伊

奈
郡
田

畑
村

（

五
）
　（

午
）

元

禄

十

四

年

已

三

月

信
州
伊

奈
郡
木
下
村

禅
宗

嶺
頭
院

旦
那

一
彦
右

衛
門
儀
当
村

に
て
御
百

姓
罷

り
在

り
候

同
寺
旦

那
彦
右
衛
門
　

年

七
十

四

一
女
房
儀

高
遠
領

山
寺
伝

左
衛
門
娘

一
子
勘
五
郎
儀
親
に
懸

か
り
罷
り
在
り
侠

一

娘

か

ね

儀

同

断

（
中
　

略

）

人
数
合
　

三
百

五
拾
弐
人
内

心
　

ま
七
こ
に（

に（

女
　

房
　
　

年

六
十
四

同
寺
旦

那
勘
五
郎
　

年
四
十
一

同
寺
旦
那

か
　

ね
　
　

年
二
十
八

外三
舎
ｋ

人
　
内
男
　

十
六
人
他
所

へ
出

で
し
者

ま

ノ
　
　
　

女
　

二
十
二
人
他
所

へ
出
で

し
者

三
百
五
拾
弐

人
是

は
代

々
当
寺
且

那
に
紛

れ
御
座
無

く
候

。
若
し
御
法
度

の
宗
門

の
由

訴

人
御

座
候

わ
ば
拙
僧
何
方
迄

も
罷

り
出

急
度
申
し
披

き
仕

る
可

く
候

。
其

の
為
旦

那

名
所

の
肩
書
に
銘

々
の
印
判
仕

り
差
し
上
げ
申
し
候
以
上

信
濃
国
伊

奈
郡
木
下
村
　

嶺
頭
院

右

の
通

り
村
中
百
姓
残
ら

ず
相
改

め
判
形
仕
り
差
し
上
げ
申
し
候

。
寺
社

の
儀
御
座
無

く
候

一
、
何
れ

の
末
寺
共
宗
門
知
れ
申
さ
ざ
る
出
家
御
改
め
な
さ
れ
候
、
村
中
に
左
様
な
る
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第 ３章 村 の 近 世

幾利支丹 穿堅宗門御改帳

宗門人別御改帳（門屋文書）

図3-11　 右，元 禄15年

左 ，宝暦 ６年

元
禄
十
五
年
　

三
月
巳
　

信
濃
国
伊
奈
郡
田
畑
村

出
家
御
座
無
く
欽
事

て

総
じ
て
奇
妙
成
る
儀
を

申
し
法
を
す
す
め
、
怪
敷

き
道
具
等
持
ち
来

る
者
こ

れ
有
り
候

わ
ば
早
速
御
注

進
仕

る
可
く
候

一
、
百

姓
の
家
内
に
も
自
然

怪
敷

き
道
具
等
所
持

の
儀

見
及

び
候

わ
ば
是
亦
申
し

上
ぐ
可

く
候

常

々
名
主
五
人
組
仲
間

と

し
て
申
し
合
わ
せ
油
断
こ

れ
無
き
様
仕
る
べ
く
候
。

後
日
の
為
但

っ
て
件
の
如

し

名
主
　

助
九
郎

組
頭
　

彦
　

市

″
　

勘
太
夫

御
奉
行
様

（
門
屋
文
書
）

こ

の
宗
門
帳
は
特
に

キ
リ

ス
ト
教
穿
盤

を
厳
し

く
行

な
う
よ
う
指
示

が
あ
っ
て

作
成
さ
れ

た
も

の
で
、
幕
府
頷
に
な

っ
て
の
本
格
的
な

も
の
で

あ
る
。
ま
ず
最
初

に
「
指
し
上
げ
申

す
一
札

の
事
」

と
書

い
た
前

書
が
あ
り
、
人
別

の
記
載

は
各
戸

ご
と
に
記
さ

れ
て

い
る
が
各
人
名

の
肩
書

き
に
檀

那
寺
名

が
書

い
て
あ
り
下
に
年

齢
、
上
に
出
自
所
在

が
書

い
て
あ
る
。

末
尾
に
は
板
倉
時
代

の
宗
門
帳
と
同
様
に
、
寺
請
証
文

と
檀

那
寺
名

を
書

き
、

そ

の
後
に
村
役
人

の
奥
書

と
村
役
人

の
連
署

が
あ
る
。

さ
ら
に
、
北
殿
村

の
享
保
一
〇
年
（
一
七
二
五
）
の
宗
門
帳

の
一
部

を

掲

げ
る

と
次

の
よ
う
で
あ
る
。

（
表
紙
）

享
保
拾
年

信
州
伊
奈
郡
北
殿
村
宗
門
人
別
御
改
帳

竪

月

（
本
文
）

信
州
伊

奈
郡
北

殿
村
宗
門
人
別
御

改
帳

信
州
伊

奈
郡

木
下
村

一
禅
曹
洞
宗
嶺
頭
院
旦
那

一
同
寺
旦
那

高
九
石

六
斗
九
升
四
合

当

村
所
生
　
伝

左
衛
門
⑩
年
三
拾
八
歳

女
　

房
　
　

年
二
拾
九
歳

（
マ
マ
）

是
は
当
村
御
支
配
利
兵
衛
姉
前

々
よ
り
夫
源
兵
衛
と
同
宗
同
寺
に
御
座
候

一
同
寺
旦

那

一
同
寺
旦

那

一
同
寺
旦

那

男
　

子
　
　

八
重
郎
　
　

年
　
　

三
歳

伯
父
姪
　
　

な
　

っ
　
　

年
七
拾
三
歳

下
　

男
　
　

嘉
　

八
　
　

年
二
拾
九
歳

当
村

十
蔵
弟
壱
年
季
に
抱
え
寺
請
謐
文
主

人
方

へ
取

り
置
き
申
し
候

／
五
人
　奥

元

外
女

子
祢
つ
御

支
配
当
村

金
兵
衛
方

へ
縁
付

け
遣

し
申

し
候

（
中
　

略
）

家

数
　

五
拾
六
軒
　
内
林
ら

姓
弐

に

旛
作

人
数
合
三
百

弐
拾
六
人
　
内
好
　

蘭

丿
匹

れ（

（
中
　

略
）

右
書
面
の
通
り
拙
僧
共
旦
那
に
紛
れ
御

座
無
く
候
（
以
下
略
）

享
保
十
巳
年
二
月

信
州
伊

奈
郡
高
遠

領
菅
沼
大
徳

山
常

秀
院
末
寺

同
国
　

同
郡
木
下

村
禅
曹
洞

宗

嶺
　
頭
　

院
　

’
正
　

端
頗
㈹
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第２節 村 の　姿

大
草
太
郎

左
衛
門
殿

（
養

泰
寺
、
法
界
寺

の
同
様

な
記
載
略
）

右

の
書
面

の
通

り
当
村
宗
門
吟
味
仕

り
、
大
小
百
姓
門
屋
偕

屋
其

の
他
当
村

に
罷

り
在

り
候
者
、
当
年

の
子
供
男
女
共
に
壱

人
も
残
ら

ず
宗
旨
相
改

め
候
所
、

き
り
し
た
ん
其

の
外

御
法

度
の
宗
旨
御
座
無
く
候
。
若

し
御
制
禁
の
宗
門
隠
し
置

き
後
日
あ
ら
わ
れ
申

し
候

わ
ば
、
名

主
組
頭

五
人
組
に

も
罪
科

仰
せ
付

け
ら
る
可

く
候

御
事

一
、
此

れ
以
前

き
り
し

た
ん
宗
旨

こ
ろ
び
候
者
又

は
類
族
こ

れ
有

り
候
哉

と
御
尋
ね
成

さ

れ
候

。
先
規

よ
り

き
り
し

た
ん
こ
ろ
び
の
者
御
座
無
く
儒

。
若
し
隠
し
置

き
脇

よ

り
露
顕
仕

り
候

わ
ば
何
分

の
曲
事
に
も
仰
せ
付
け
ら

る
べ
く
候
御
事

一
、
俳
方

の
末
寺
共
相
知

れ
ず
、
ヌ

は
宗
門
も
獣
け
知

れ
申

さ
ざ
る
様
成

る
出
家
こ

れ

有
り
儒
や
、
申
し
上
ぐ
べ
き
旨
御
改
め
成
さ
れ
儒
。
村
中
に
右

の
通
り
出
家
御
座
無

く
候
。

て

名
主
組
頭
は
申
し
上
ぐ

る
に
及
ば
ず
、
五
人
組
中
間
相
互
に
常
々
心
懸
け
、
村
中

の
者

の
内
若
し
家
内
に
人

々
見
及

び
聞
き
及
び
申
さ
ず
候
不
思
議
な

る
道
具
な
ど
こ

れ
有
り
候

わ
ば
、
早
速
御
注
進
仕

る
可
き
旨
仰
せ
渡
さ
れ
畏
み
奉
り
候
御
事

右

の
通
り
宗
門
人
別
御
改
帳
差
し
上
げ
申
し
候
通
り
少
し
も
相
違
御
座
無
く
候
。
若
し

少
し
成
り
共
違
背
候
わ
ば
如
何
様

の
曲
事
に
も
仰
せ
付
け
ら

る
可

く

候
。

後
日

の
為

価
っ
て
件

の
如
し

享
保
十
年
乙
巳
二
月

大
草
太

郎
左
衛
門

様

信
州
伊
那
郡
北
殿
村

名
　

主
　

庄
右
衛
門
　

⑩

組
　

頭
　

三
郎
右

衛
門
回

長
百

姓
　
伝

左
衛

門
　

⑩

同
　

断
　

新

五
兵
衛
　

⑩

″
　

藤

右
衛

門
　

⑩

（
以
下

五
〇
名
署
名
略
）

（
千

桐

屋

文

書

）

こ

の

宗

門

帳

は

各

戸

ご

と

亘

戸
主
及

び

家

族

名

と

年

齢

を

列

記

し

、

各

人

の

上

に

宗

旨

と

檀

那

寺

を

記

し

て

あ

る

。

ま

た

戸

主

の

肩

に

そ

の

家

の

石

高

を

書

き
、

家

族

に

往

戸
主

と

の

続

柄

、

関

係

な

ど

を

記

入

し

、
女

房

及

び
下

男
下

女

等

に

は

出

自

を

明

記

し

て

い
る

。

一

戸

の

末

尾

に

は

家

族

員

数

の

計

を

書

き

、

そ

の
後

に

牛

馬

数

を

書

い
て

あ

る

宗

門

帳

も

あ

り

、

表

紙

に

人

別

の

文

字

か

お

る

よ

う

に

人

別

改

め

を

兼

ね

た

も

の

に

な

り

、
幕

末

ま
で

ほ

と

ん

ど

こ

の
形

式

に

な

っ

て

い

る

。

エ
　

宗

門

帳

の
作

成

宗

門

帳

の

作

成

は

名

主

ら

村

役

人

に

よ

っ
て

行

な

わ

れ

る

が

、

慎

重

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ
た

。

前

に

掲

げ

た

宗

門

帳

奥

書

の

一

節

に

あ

る

「

村

中

の
大

小

の

百

姓

、
召

仕

い
の

男
女

、

門

屋

借

屋

並

び

に

出

稼

ぎ

、
社

人

、

山

伏

、
行

人

な

ど
、

僧

、

博

士

、

太

夫

、

鐘

た

だ

今

、

其

の

他

稼

ぎ

身

、

乞

食

、
口

口

等

に

至

る

ま

で

村

居

住

の

も

の

一

人

も

残

ら

ず
明

細

に
吟

味

…

…
」
と

い
う

よ

う

に

、

余

す

と

こ

ろ

な

く
吟

味

記
載

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

そ

の

た

め
、

縁

組
関

係

に

よ

る

移

動

、

旅
稼

ぎ

や
下

男

下

女

等

の
年

季

奉

公

関

係

の

出

入

り
、

あ

る

い

は
出

生
死

亡

等

年

中

村

居

住

の
者

を
正

確
に

把

握

し

て
、

そ

の
宗

旨

を
吟

味

し

て

お

か

ね

ば

な

ら

な

か

っ

た

。

ま

た
、

そ

の

な

か
に

不

審

な
者

が

あ

れ

ば

早

速
御

役

所

に

報

告

す

る

よ

う
に

義

務

づ

け

ら

れ

て

お

り
、

邪

宗

門

の
者

を
隠

し
置

く

よ

う

な

こ

と

は

重

大

な
罪

科

に

問

わ

れ

る

こ

と
に

な

る
、

大

変

気

苦

労

な
仕

事

で

あ

る

。
宗

門

帳

に

記

載

さ

れ

た
者

は
檀

那
寺

に

よ

っ

て

そ

の
檀

那
で

あ

る

こ

と

を
証

明

す

る
印

形

が

押

捺

さ

れ
、

後

に

寺

請

の
文

が
記

さ

れ
、

さ

ら
に

、

村

役

人

に

よ

る
奥

書

と

連

署

が

あ

っ

て
宗

門

帳

が
完

成

す

る

。

こ

れ

ら

の
仕

事

が
正

確

に

行

な

わ

れ

る

た

め
に

、

縁

組

や

出

稼

ぎ

、

年

季

奉

公

な

ど
他

村

と

の
人

の
出

入

り

の
場

合

に

は
、

次

の
よ

う

な

「
宗

門

送

り
状

」

が

名

主

相

互

の
開

で

取

り

か

わ

さ

れ

て

い

る

。

宗
門
送
り
一
札

の
事

当
村
医
師
元
享
娘
み
ち
当
辰
拾
壱
歳
、
其

の
村
治
郎
兵
衛
女
房
に
縁
付
け
彭

わ
し
申
し
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第３章　村 の近 世

候此

の
者
生
所
鎧
成
る
者
に
て
宗
旨

の
儀
は
代

々
禅
宗
祭
林
寺
旦
那

に

紛

れ

御
座
無
く

候
。
則
ち
寺
送
り
相
添
え
送
り
遣
わ
し
申
し
候
。
然
る
上
は
此
の
方
御
改
帳
相
除
き
申

し
候
間
、
其

の
御
村
御
改
帳
に
御
書
き
載
せ
成
さ

る
可
く
候
、
以
来
此

の
者
に
付
き
如

何
様

の
義
こ
れ
有
り
候
共
此

の
方
構

い
御
座
無
く
候
。
後
日

の
為
送
り
一
件
件

の
如
し

千
村
平
右
衛
門
御
預
所
小
野
村

天

保
三
年
十
一
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主
　

源
三
衛
門
　

⑩

岸
本
武
太
夫
様
御
預
所

南
殿
村
名
主
　

金
左
衛
門
殿

前
書

の
通
り
拙
寺
且
那
に
紛
れ
御
座
無
く
候
。
若
し
御
法
度

の
宗
門
等
と
申
寸
族
こ
れ

有
り
候
わ
ば
拙
寺
何
方
迄
も
罷
り
出
申
し
披
き
致
す

べ
く
候
、
後
日

の
為
侑

っ
て
件

の

如

し

小
野
　

祭
林
寺

（
大
宗
館
文

書
）

宗

門

改

帳

は

毎

年

三

月

こ

ろ
作

成

し

て
提

出

さ

れ

て

い

る

が
、

そ

の
提

出

先

は

元

禄

の
こ

ろ
ま

で

は

ど

の
村

も

宗

旨

御

改

奉

行

に

な

っ

て

お

り
、

そ

の

こ

ろ

は
奉

行

所

に

お

い
て

綿

密

に

吟

味

が
行

な

わ

れ

た

と
思

わ

れ

る

が
、

そ

れ
以

後

は
代

官

所

ま

た

は
預

所

役

所

等

に

な

っ

て

い
る

。

３
　

江

戸

時

代

の
南

箕

輪

に

お

け

る
戸

口

田
　

人

口

の

推

移

南

箕

輪

地

域

に

お

け

る

全
体

の

人

口

の

推

移

を

知

る

こ

と

は

困

難

で

あ

る

。

そ

れ

は
、

江

戸

時

代

南

箕

輪

地

域

は

六

～

七

か
村

に

な

っ
て

お

り
、

同

じ

年

度

の
資

料

が

な

か

な

か

そ

ろ

は

な

い
か

ら

で

あ

る

。
そ

こ
で

、
各

村

の
比

較

的

近

い
年

度

の

人

別

帳

あ

る

い
は
宗

門

帳

を

も

と
に

人

口

を

推
計

す

る

と

お

よ

そ

次

の
よ

う

で

あ

っ
た

と

思

わ

れ

る

。

一

六
五
〇
～

一
七
〇
〇
年

（
前
期
）
＝

一
七
〇
〇

～
一
七
五
〇

人

一

七
五
〇
～
一

八
〇
〇
年

（
中
期
）＝

一
五

七
五
～
一

六
二
五

人

一
八
五
〇
年
ご
ろ
（
後
期
）
＝
一
八
七
五
～
一
九
二
五
人

各
村
同

一
年
度

の

資
料

と
し
て
は
、

文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）

の
「
家
数
人
別

馬

数
書
上
牒

」
（
田
丸
屋
文
書
）
　
が

残
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
助
郷
関
係

の

村

柄

調
査

の
た
め
に
差
し
出
し

た
も

の
で

あ
る
が
、
こ

れ
に

よ
っ
て
家
数
、
人

口
、
馬

数

を
示

す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

表
3
1
1
3
　文政
三
年
（
一
八
二
〇
）
南
箕
輪
地
域
の
家
数
・
人
数
・
馬
数

合

計

jj

村

神

子
柴
村

田皆
南
殿
村

北牡塩内

ノ
井

徐

村○
八内四
三〇

七三
心

八内

一八

八一
心

八内四

五七
心

七
九

一一
一
九

心内

一七
四三ｗ

一
一一

一

垂

一一軒

家

数

八
○
七

－

七〇 八
五

一

一一
一
○

九

五

一

一
一
一

卜
．

ノ ゝ

六
〇

一

一一
一
一

人

男

人

数

八
四
Ｏ

一

八
五

九
〇

一

一一
一
〇

八
六

一

一一
一
四 七

一

一
四
四
人

女

’－

六

四

七

－一
一五

五

一

七
五

一
一
六
○

一

八
一

一
一
七
○

一

一一
一
一

一
一
七
五
人

計

一

八
八

五

一一

一
八

一
一
一

一
七

一
一
○

一
一
四

一一
一六

匹

馬

数

３　　　　　　　　　２　　　　１
く 牛 含 し あ で 内 家 尻 保 久

侠 は ま 家 る 家 は 数 を 北 保
と 御 れ 数　 ゜無 潰 中 含 割 村

あ 座 る に し し 家 － む で は
る 無　 ほ か と 数 一　 沢 久

備

考

（
田
丸
屋
文
書
よ
り
作
成
）

な
お
、
資
料

が
充
分
で
な
く
不

完
全
な
も

の

で

あ

る

が
、
各
村
四
人
口
、
戸

数
、

一
戸
当

た
り
の
人
数
の
推
移
を
示

す
と
図

３
－
1
2
お
よ

び
図
３
－
1
3
の
よ
う

で
あ
る
。

村
に

よ
っ
て
推
移
の
仕

方
は
多
少
異

な

っ
て

い

る

が
、
一
七
〇
〇
年
（
元
禄
一

三
年
）
こ
ろ
ま
で
は
一
般
に
か
な
り

の
人
口
増
加
が
み
ら

れ
、
そ

の
後

は

人
口

の

減
少

が
目

立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

人
口
の
減
少
は
一
八
〇
〇
年
（
寛
政
一
二
年
）

こ
ろ
を
底
と
し
て
、

幕
末
に
な
る
と
再
び
人
口

の
増
加
に
転
じ
て

い
る
。
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村 の近世第 ３章

江
戸

時
代

は
日
本
全
体
と
し
て
人
口
が
ほ
と
ん
ど
停
滞
し
て

い
た
と
い

わ
れ
て

い
る
が
、
本
村
地
域
内
は
各
村

々
（
大
泉
村
を
除
く
）
は
江
戸
中
期
に

か

な

り

の

大
口
減
少
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
異
常
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
点
に
つ

い
て
は
後
に
若
干

の
分
析
を
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

㈲
　

戸
数
お
よ
び
家
族
人
数
の
推
移

北
殿
村
・
大
泉
村
・
南
殿
村
・
田

畑
村
に

つ
い
て
江
戸
時
代
に
お
け
亘

戸
数
お

よ
び
一
戸
当
た
り
の
人
数
を
グ
ラ
フ
で
示
し
た
も

の
が
図
３
－

Ｂ

で
あ
る
。

戸
数
に
つ

い
て
見
れ
ば
、
多
少
の
浮
沈
は
あ
る
が
江
戸
時
代
全
体
を
通
し
て
し

だ

い
に
増
加
し
て

い
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
、
特
に
人
口
の
よ
う
な
減
少

の
時
期

は
み
ら
れ
な

い
。
全
般
的
に
一
七
六
〇
年
こ
ろ
ま
で
戸
数
が
急
速
に
増
加
し
、
以

後
は
一
進
一
退
の
状
態
を
示

し
て

い
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
こ
の
戸
数
の
増
加
の
時

期
は
一
戸
当
た
り
の
人
数
の
減
少
の
時
期
と
一
致
し
て

い
る
。
そ
こ
で
、
一
戸
当

た
り
の
人
数
の
推
移
を
見
よ
う
。

江

戸
時
代
の
元

禄
（
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
）
の
こ

ろ
ま
で
は
、

ど
の
村
も

大
家

族
制
が
一
般
的
で
、
直
系
の
家
族
の
み
で
な
く
傍
系
の
家
族
及
び
下

人
等
を
含
め

一
〇

圭

一
〇

大
と

い
う
家
族
は
普
通
で
あ

っ
た
。
特
に
南
殿
村
の
大
家
族
は
典
型

的
で
宗
門
帳
に
記
載
さ
れ
た
各
年
度
の
最
大
家
族
人
数
を
あ
げ
る
と
、
元

和
二
年

（

口
（

口
（

）
で
二
九
人
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
白

で
は
三
四
人
二

九
禄
五
年
（
一

六
九
三

で
は
四

六
人
と

い
う
大

家
族

で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
元

禄
五
年
の
一
戸

当

た
り
の
平
均

人
数
は

コ
（

・
九
人

で

あ

っ
た
。
こ

の
よ

う
な
大
家
族

も

享
保

の
こ
ろ
（
一
七

口
（

圭
二
五
）
に
は
北
殿
村
、
田

畑
村
等
で
は
し
だ
い
に
解
体
分
離

し

て
直

系
家

族
の
み

の
小
家
族
制
に
移
行

し
、

そ
れ
が
戸
数
の
増
加

に
な
っ
て
あ

ら
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
一
戸
当

た
り
の
人
数
は
四

～
五
人
と
少
な
く
な
っ

た
。
た
だ
し
、
南
殿
村

で
は
後
々
ま
で
宗
門
帳

の
記
載

で
み
る

か

ぎ

り

大

家
族

制

の
風
習

が
残

り
、

宝
暦

の
こ
ろ
（
一
七
五
一
上
（
四
）
ま
で
一
戸
当

た
り

Ｉ
〇

大

以
上

と
い
う
大
家
族
的
傾
向

が
続
い
て
い
た
。

天
明

の
こ

ろ
（
一
七
八
一
～
八
九
）
か
ら
文
化
、
文
政

の
こ
ろ
二

八
〇
四
二

二
白

け
北
殿
村

お
よ
び
田
畑
村

で
は
一
戸
当

た
り
の
人
数
が
三
上

二
・
五
人
と
い
う
極

端
に
少

な
い
人
数
に

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
異
常

な
こ
と
で
、
宗
門

帳
に
幼
児

の

数
が
非
常
に
少

な

い
こ
と
、

後
に
掲
げ
る
年
齢
別

人
口
構
成
図

か
ら
み
て
も
極

端

な
つ
ぼ
型

で
、
村
の
衰
退

の
様
相
を
示

し
て

い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

㈲
　

人
口
推
移
に
対

す
る
考
察

ア
　

年
齢
別

人
口
構
成

江
戸
時
代

の
年
齢
別
人
口

構
成

を
宗
門
帳

の
年
齢
記
載
に

よ
っ
て
北
殿
村

お
よ

び
田
畑
村
に

つ
い
て
図
示

す
る
と
図

３
－
1
4
の
よ
う
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
人

数
が
二
五
〇

圭

二
五
〇

人
程
度

の
小
人
数

で
あ
る
か
ら
左
右

の
出

入

り
の
は
げ
し
い
人
ロ

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
で
あ
る
が
、

お
よ
そ
の
人
口
構
成

の
傾

向
を

知

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
見

る
と
、
元

禄
の
こ
ろ
は
人
口
構
成

が
富

士

山
型
に
近

く
（
北
殿
は
ツ
リ
ズ
ネ
型
に
近
い
）
人
口

の
増
加
傾
向

を

示
し

て
い
る

が
、
時
代

が
進
み

享
保
、

宝
暦

の
時
代
に

な
る
と
ツ
リ
ガ
ネ
型

か
ら
さ
ら
に

ツ
ボ

型
に
移
行

し
て
、
人
口

の
停
滞

か
ら
減
少
型
に
移
行
し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
南

殿
村

・
久
保
村
に

お
い
て
も

全
く
同
様
で

あ
り
、
大
泉
村
、
神
子
柴
村

は
資
料

が

不
足

し
て
い
る
か

ぼ
ぼ
同
様

の
傾
向

が
認

め
ら
れ
る
。

こ

の
宝
暦

か
ら
文
政

の
時
代

へ
か
け

て
幼
年
人
口

が
極

め
て
少

な
く
な
っ
て
い

る
が
、
特
に
寛
政
（
一
七
八
九
～
一
八
〇
一
）
の
時
期

は
五
歳
未
満

の
人
口

が

極
端

に
少

な
く
な

っ
て

い

る
。
「
寛
政

二
一
年
（
一
八
〇
〇
）
久
保
村
で
は
五
歳
未
満
は
女

子
一
人
の
み
で
あ
っ
た
」
こ
の
こ
と

は
、
江
戸
時
代
に
農
民

が
生
活
苦

の
た
め
生

ま

れ
て
き

た
子
供

を
間
引
き

を
し

た
と

い
わ
れ
て

い
る
が
、
本
村
内
に

お
い
て
も
直

接

の
資
料

は
な
い
が
、

そ
の
上
う
な
事
実

が
存
在
し

た
と
考
え

さ
せ

る
よ
う
な
人

口

構
成
で

あ
る
。

幕
末
に
な
り
喜
永
（
一
八
四
八
～
五
三

、
安
政
（
一
八
五
四
～
六
〇
）
の
こ

ろ
か

ら
、
人
ロ

ピ
ラ
ミ

ッ
ド

は
ツ
リ
ガ
ネ
型
、

さ
ら
に
富
士
山
型
に
も

ど
り
明
治
に

か
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図3-14　 江戸時代における北殿村，田畑村 の年齢別人口構成（各年度宗門帳よ り作成）

け
て
人
口
が
急
速
に
増
加

す
る
方

向
を
示

し
て
い
る
。

イ
　

抱
え
込
み
奉
公

人
数

宗
門

帳
に
記

載
さ
れ
た
家
族
人
数
、
村

人
口
に
は
、

そ
の
家

で
抱

え
て
い
る
年

季

奉
公
人
及

び
譜
代
の
下

男
下

女
等
が
そ
れ
に
加
え
ら
れ

て

い

る
。
（
幕
末
に
な

る
と
「
外
に
」
と
し
て
年
季
奉
公
の
下
男
下
女
は
家
族
人
数
に
算
入
し
て
い

な

い
）
こ
れ

ら
の
人
た
ち
が
村
の
人
口
の
推
移
に
影

響
を
及

ぼ
す
の
で
、

ど
の
程
度
奉
公
人
々

譜
代

の
下

人
が
抱
え
ら
れ
て

い
た
か
を
示

す
と
表
３
－
1
4
の
よ
う
で
あ
る
。

表3-14　 江戸時代各村奉公人数

北　　　 殿　　　 村

慶安2 （1649 ） 13人

元禄6 （1693 ） 65

享保10（1725 ）
34

(内譜代25)

元文4 （1739 ）
51

(内譜代21)

明和6 （1769 ） 17

寛政8 （1766 ） ９

南　　　 殿　　　 村

寛政12 （1672） 16人

天和2 （1682） 53

貞享4 （1687） 62

元禄5 （1692） 98

宝 暦9 （1759）
14

(全員譜代)

文化3 （1806） ２

村畑田

元禄13（1700） 82人
(内譜代24)

μ　15（1702 ）
91

(内譜 代35)

寛延2 （1749） 65

宝暦6 （1756）
25

(内譜代20)

文政7 （1824 ） ３

貞
享
、
元
禄

の
時
代
は
下

人
数
が
非
常
に
多
く
、
元
禄
五
年

の
南
殿
村

の
下

人

数
は
九
八
人
で
、
こ

れ
は
南
殿
村

の
総
人
口
二
八
八
人

の
三
分

の
一
強
に
な

っ
て

い
る
。
し

か
し
、
こ

の
う
ち
譜
代

の
下
人

が
か
な
り

存
在
（
判
明
し
た
部
分
の
み
表

中
に
記
入
し
た
）
し
、
こ

れ
は
永

く
そ
の
村

の
住
人
と

な

る

の

で

あ
っ
て
、
必

ず

し
も
生
産
年
齢

の
者

だ
け
で

は
な
く
老
人
や
幼
児

も
含

ま
れ
て
い
る
の
で
、

一
般

の
住
人

と
同
様
に
考
え

て
よ
い
。
し

た
が
っ
て
、
人
口

の
増

減
に
直
接
影

響
を
与

え

る
の
は
年
季
奉
公
人

と
し
て
抱

え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

し
か
も
そ
の
中

で
他
村

か
ら
の
年
季
奉
公

人
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
れ
は
村

か
ら
他
村

へ
年
季
奉
公

に
出
て
行

く
も
の
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

そ
れ
ほ
ど
大

き
な
影

響
を
与

え
て

い
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
多
少
、
生
産
年
齢
人
口
を
増
加
さ
せ
て

い
る
程
度

と
浙

え
て
よ

い
と
思

わ
れ
る

。

俘 夕
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ウ
　
奉
公
、
江
戸
稼

ぎ
等
の
他

出
者

江
戸
時
代
に

お
い
て
、
奉
公

〒

男
・
下
女
）
や

江
戸

稼

ぎ
、

旅
稼

ぎ

等
で
村

外

に
出

て
い
る
者
も
村

に
よ
っ
て
は
か
な
り
あ
る
。

北
殿
村

で
は
享
保
（
一
七
一
六
圭

二
六
）
か
ら
明
和

（
一
主
（

四
～
七
二
）
の
こ
ろ

ま
で

は
常
時
三
〇
人
余

が
江
戸
稼

ぎ
、
他
村
奉
公
等
に
出

て
お
り
、
田
畑
村

で
も

そ
の
こ
ろ

Ｉ
〇
人
前

後
が
他
出

し
て

い
る
。

こ

れ
ら
の
人
数

は
宗
門
帳

の
人
数

か
ら
は
「
外
に
」

と
し
て
は
ず
さ
れ
て
い
る

が
、
寛
政

の
こ
ろ
（
一
七
八
九
～
一
八
〇
一
）
か
ら
は

宗
門
改
帳

の
名

前
の
肩

書
又

は
末
尾

に
奉
公
又

は
出
稼

ぎ
に
出

て
い
る
こ

と
を
記
し

て
あ
り
、
他
出
者

も
家
族

及

び
村
人
口
に
加
え

ら
れ
て
い
る
。

こ

の
こ
と

か
ら
、
江
戸
稼
ぎ
や
他
村
奉
公
等

の
人
数

は
明
和
以
前
で

は
村

の
人

口
を
多
少
減
少
さ
せ
て

い
る
が
、
寛
政

の
こ
ろ

か
ら
は
人
口

の
減
少

の
原
因
と
は

無
関
係
で
あ
る
。

以

上
の
こ
と
を
総
合
し
て
、
南
箕
輪

の
人
口

の
推
移
は
、
元
禄

を
中
心
と
し

た

時
期
に
下

人
数
が
増
加
し
た
こ
と
が
、
生
産
年
齢
を
中
心
と
し

た
階
層

の
多
少

の

人
口
増
を
も
た
ら
し
、
元

禄
か
ら
明
和
に

か
け
て
の
時
期
に
他
出
者

の
増
加
に
よ

る
人
口
減
が
若
干

考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
要
因
に
よ
る
変
化

だ
け
で
は
充
分

に
説
明
で
き
な
い
大
き
な
変
動
、
特
に
江

戸
中
期
の
人
口
の
減
少
が
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
原
因

に
つ
い
て
適
確
な
判

断
は
資
料
が
少
な
く
困

難
で
あ
る
が
、
江
戸
時

代
中
期

は
災
害
の
多
い
時
代

で
あ
り
、
本
村
の
よ
う
に
川

沿

い
の
村
は
毎
年
の
よ

う
に
起

こ
る
洪

水
の
被
害
に
困
窮

の
度

を
強
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
一
つ
の
原
因

と
考

え
ら
れ
、

さ
ら
に
貢

租
や
木
曽
助
郷

等
の
重
い
負
担
と
諸
種
の
封
建
的
諸
制

約

が
農
民

の
生
活
力

の
発
展
充
実

を
阻
害
す
る
ば
か
り
か
、
そ
れ
を
し
だ
い
に
奪

っ
て
い
っ
た
の
で

は
な

い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
全
国
的

な
凶
作

と
な
っ
た
享
保
の

飢
饉
や
天
保

の
大
飢
饉

の
発
生
は
、
そ

の
よ

う
な
社
会
的
条
件

の

結

果

で

あ
っ

て
、
そ
の
よ
う
な
社
会
的
条
件
が
長
村
人
口
を
減
少
に
追

い
込

ん
だ
も

の
と
考
え

ら

れ
る
。二

　

検

地

と

年
貢

Ｈ
　

検
　
　
　

地

１
　

土
地
調
査
の
歴
史

古
代
社
会
以
来
農
業
生
産
が
経
済

の
基
盤
で

あ
っ
た
か
ら
、
そ

の
土
台
に
な

る

土
地
は
極

め
て
重
要
で
あ

っ
て
、
古

く
か
ら
そ

の
調
査
が
行

な
わ
れ
て
い
る
。

古
代
律
令
制
社
会
に
お

い
て
は
、
公
地
公
民
制

の
基
礎
と
し
て
土
地
調
査
が
行

な

わ
れ
て
田

籍
、
田

図
が
作
ら
れ
、
ま
た
戸
籍
計
帳
が
作
ら

れ
租
、
庸
、
調
が
課

さ

れ
て

い
た
の
で
あ

る
。

荘
園
制
社
会
に
お

い
て
は
、
検
田
使
に
よ
る
土
地
の
検
注
が
行
な

わ
れ
て
検
注

帳
が
作
ら
れ
、
こ
れ
が
租
税
徴
収
の
基
礎
と
な

っ
た
。

室
町
時
代
に
な
る
と
、
土
地
量
の
表
示
が
貫
文
で
表

わ
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
化

し
た
が
、
群
雄
割
拠
の
時
代

で
あ

っ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
領
内
に
お

い
て
独
自
の
基

準
に
よ
る
土

地
調
査
が
行

な
わ
れ
て
い
た
。

近
世
に
な

っ
て
は
、
農
民
の
直
接
支
配
の
制
度
、
年
貢
徴
収
の
基
礎
を
確
立
す

る
た
め
検

地
と
称
す
る
土

地
調
査
が
行

な
わ
れ
て
い
る
。
検
地
は
、
土
地
を
一
筆

ご
と
に

地
字
・
地
目
・
面
積
・
品

等
・
石

盛

（
玄
米
と
し
て
の
予
定
収
量
）
・

そ
の

土
地

の
名

請
人
等
を
定
め
て
、
こ
れ
を
帳
簿
に
記

載
し
た
。
こ
の
帳
簿
を
検
地
帳

（
水
帳
と
も
い
う
）
と

い
う
。

検
地
帳

は
二
部

作
成

さ
れ
、

一
部

は
領

主
側

で
持

ち
、

一
部
は
村
役
人
に
渡
さ

れ
、
以

後
の
貢
租
や
諸

負
担
の
基
礎
と
な
り
、
村

方
に
お
け
る
基
本
的
帳
簿
と
し

て
大
切
に

保
管

さ
れ
た
。

こ

の
検
地
に

よ
っ
て
、
土
地
に
対

す
る
中

世
以

来
の
公

家
・
武
士
・
社

寺
等
に

よ

る
複
雑

な
権
利
関
係

は
解
消

さ
れ
、
近
世
的
領
主
に

よ
る
農
民
と
土
地

の
直
接

j 卯
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支

配

の
体

制

が
確

立

さ

れ
、

年

貢

徴

収

の
基

礎

が
作

ら

れ

た

。

さ

ら
に

、

こ

の
検

地

は
村

切

り
に

行

な

わ

れ
村

の
区

域

、

境

界

が

は

っ

き

り

す

る

こ

と
に

な

大

村

高

が
示

さ

れ

そ

れ
に

対

す

る
年

貢

も
村

の
責

任

に

お

い

て

納

入

す

る

こ

と

に

な

り
、

近

世
に

お

け

る

「
村

」

が
確

立

す

る

こ

と
に

な

っ

た

の

で

あ

る

。

２
　

天
正

の

検
地

（
太
閤
検
地

）

近

世
的

検

地

の
最

初

の

も

の

は
、

天

正

の
末

か

ら
行

な

わ

れ

た

太
閤

検

地

と

い

わ

れ

る
検

地

で

あ

る

。
秀

吉

は
天

正

一

八
年

（
一
五
九
〇
）

全
国

平

定

と

共

に
、

全

国

に

検

地

を

命

じ

た

。

伊

那
に

あ

っ

て

は
、

飯

田

領

主
毛

利

秀

頼

に

よ

っ

て
天

正

一

八
年

か

ら
文

禄

三

年

（
一
五
九
四
）
に

か

け

て
行

な

わ

れ

た

よ

う

で
、

六
尺

三

寸

を

一
閲

と

し
、

一

間

四

方

を

一
歩

、

三

〇

歩

を

一
畝

、

一
〇

畝

を

一
反

と

し

て
土

地

の
面

積

を
測

量

表

示

し

た

。

し

か

し
、

一
筆

ご

と

の
検

地

は
多

く

の
労

力

と
費

用

を
要

す

る
大

事

業

で

あ

っ

て
容

易

に

進

ま

な

か

っ

た

よ

う
で

、

毛

利

秀

頼

か

ら
箕

輪

衆

へ

あ

て

だ

次

の

よ

う

な
検

地

の

進
捗

を

促

す
書

状

が
残

っ

て

い

る

。

（
前
略
）

検
地

の
様
体
如
何
様
哉

、
い
か
に
も
念
を
入

れ
其

の
上
に
て
油
断
無
く
涯
分
急
が

る
可

く
の
事
専
用
に

侠
。
其
こ
元

の
糾
具
申

し
越

さ
る
べ
く
候

。
其

の
為
此

の
如
く
に
候

。

謹

言（

注

天

正

一

八

年

）

九

月

十

七

日

秀
頼
国
回

神
戸

藤
一
ど
の
へ

野
々
村
吉
左
衛
門
ど
の
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
『
信
濃

史
科
』）

一

筆

ご

と

に

土

地

を

測

量

記

載

し

た

こ

の

時

期

（
太
閤
検

地
）

の
検

地

帳

は
本

村

で

は

見

つ

か

っ
て

い
な

い
。

た

だ

、
伊

那

郡

全

体

の

村

々

に

つ

い
て
、

そ

の
村

の

石

高

と

品

等

を

記

載

し

た

も

の

、

普

通

「

青

表

紙

」

と

い
わ

れ

て

い
る

高

目

録

の

写

し

が

残

さ

れ

て

い
る

だ

け

で

あ

る

。

い

ま

、

そ

れ

に

よ

っ
て

箕

輪

領

の

う

ち

南

箕

輪

地

域

の

村

々
の

品

等

と

石

高

を

示

す

と

次

の

よ

う

に

な

っ
て

い
る

。

箕
輪
領
村
々
（
南
箕
輪
地
域
の
み
）
品
等
及
び
石
高

品
等
　
　
　
　
石
　
　
高
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
　
名

中
　
三
百
七
拾
五
石
五
斗
弐
升
六
合
　
　
　
　
　
久
保
村

中
　
七
百
四
石
九
斗
八
升
五
合
壱
勺
　
　
　
　
　
殿
　
村

下
　
弐
百
八
拾
四
石
四
斗
九
升
四
合
壱
勺
　
　
　
田
畑
村

上
　
弐
百
七
拾
石
弐
斗
五
升
弐
合
　
　
　
　
　
　
御
子
柴
村

下
　
四
拾
石
七
斗
六
升
九
合
　
　
　
　
　
　
　
　

沢
尻
村

下
　
百
九
拾
石
四
斗
七
升
三
合
　
　
　
　
　
　
　

大
泉
村

（
以
下
略
）

こ

れ
に
よ

っ
て
見
る
と
、
南
箕
輪
地
域
内
六

か
村

の
石
高

の
合
計
は
一
八
七
五

石

余
で
あ
大

村

の
品
等
は
神
子
柴

村

の
み
が
上
免

の
村
で
あ

っ
て
、
久
保
村
・

殿
村
（
北
殿
と
南
殿
）
は

中
免
、
田
畑
村
・
大
泉
村
・
沢
尻
村

が

下

免
に

な

っ
て

い
る
。
こ

の
品
等

の
差
は
基
本
的
に
は
土
地
生
産
力

の
差
に
よ

っ
た
も

の
と
思

わ

れ
る
が
、
そ

の
後

の
年
貢
割
り
付
け
状
な

ど
を
み
る
と
、
こ

の
品
等

の
差
が
江

戸

時
代
中
期

ご
ろ
ま
で
影
響

を
与
え

て
い
る
。

こ
の
品

等
の
差
が
ど
う
し
て
生
ま
れ
た
か
確
か
な
る
判
断
は
困

難
で
あ
る
が
、

比
較
的
安
定
し
た
中
段
地
区

に
多
く

の
水
田

を
持

っ
て

い
た
神
子
柴

が
上
免
に
、

久
保
村

は
水
害

は
少
な

い
が
水
田

の
大
部
分
が
深
田
と

い
わ
れ
る
強
湿
田
が
多

く

殿
村
と
共
に
中
免
と
な
り
、
田
畑
村

は
中
段

の
安
定
し

た
水
田
が
少
な

く
、
水
田

の
大
部
分

を
占

め
る
川
原
は

た
え

ず
水
害
を
受
け

る
下

田
が
大
部
分
で

あ
っ
た
と

考
え
ら

れ
、
畑
作
村
と
し

て
の
大
泉
村
、
沢
尻
村
と
共
に
下

免
に
な

っ
た
も

の
と

考

え
ら
れ
る
。

３
　

江
戸

時
代

の
検
地

ｍ
　

慶

長
の

検
地

江
戸
時
代
に
入

っ
て
最
初

の
検
地

は
慶
長

の
検
地
で

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

家
康

は
慶
長

六
年

（
一
六
〇
一
）
三
月
、
関
東
諸
国
に
続

い

て

他

の
諸
国
に
対
し
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て
検
地

を
命
し
て

い
る
。
信
州
で
は
こ

の
年
に
石
高
改

め
が
あ
り
、
ま

た
、
御
国

絵
図
が
作

ら
れ
た
と
「
伊
那
郷
村
記
」
に
記
さ

れ
て

い
る
。
ま

た
。

「
信
濃
国
伊
奈
郡
御
検
地
帳
写
」

「
信
州
伊
奈
郡
御
検
地
慶
長
六
球
年
四
月
二
日
青
表
紙
絵
図
御
改
成
巧
」

と
記

さ
れ
た
文
書
が
残
さ

れ
て

お
り
、
以
下

伊
奈
郡
各
村

々
の
石

高
と
品
等
が
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
る
と
、
慶
長

六（

年
検

地
が
行

な
わ
れ
御
国

絵
図

が

作

ら
れ
た
よ
う
に
考
え

ら
れ
る
が
、
こ

の
写
し

は
、
宝
暦
年
間
（
一
七
五
一
～
竺
二
）

に
写

さ
れ
た
も

の
で

あ
り
、
具
体
的
に
記

さ
れ
て

い
る
各
村

の
石
高
と
品
等
は
、

太
閤
検
地
に

よ
る
石
高
品
等
と
全

く
同
一
で

あ
り
、
さ
ら
に
、
一
筆
ご
と
に
面
積
・

品
等
・
名
請
人
等
を
記
し
た
検
地
帳
が
一
冊
も
当
村

か
ら
は
発
見
さ

れ
て

い
な

い

こ
と
な

ど
を
考
え

る
と
、
実
際
に
一
筆
ご
と
の
検
地
が
行

な
わ
れ

た
か
ど
う

か
極

め
て
疑
が

わ
し

い
。
太
閤
検
地
に
よ
る
石

高
を
基
に
し
て
御
国

絵
図
が
作
成
さ

れ

た
と
考
え

る
の
が
良

い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

し

か
し
、
慶
長
一
三
年
（
一
六
〇
六
）
に
は
、
一
筆
ご

と

の

検
地
が
一
部
に
行

な
わ
れ
た
こ
と

は
確

か
で

あ
っ
て
、
次

の
よ
う
な
検
地
帳
が
残

っ
て
い
る
。

殿
村
検
地
帳

△
田
方
の
帳

丁
田
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
日
町

上
壱
反
歩
　
　
　
　
　
壱
石
五
斗
　
　
　
　
　
　
　

甚
丞

同
所上

壱
反

弐
畝
廿
四
歩
　

壱
石

九
斗

弐
升
　
　
　
　
　

太
郎
右
衛

門

そ
ぶ
田
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勘

兵
衛
分

中
壱
反
六
畝
廿
四
歩
　

弐
石
三
斗
五
升
弐
合
壱
勺
　

与
左
衛
門

（
中
三
六
八
筆
略
）

一
上
田
合
五
町
四
反
四
畝
廿
六
歩
　

分
米

一
中
田
合
拾
町
四
反
壱
畝
拾
九
歩
　

分
米

一
下
田
合
拾
町
壱
反
拾

七
歩
　
　
　

分
米

田
方
合
　

弐
拾
五
町
九
反

七
畝
弐
歩

八
拾
壱
石

百
四
拾
五
石
八
斗
弐
升
八
合
六
勺

亘

二
拾
壱
石
三
斗
七
升
三
合
六
勺

右
之
米
　

三
百

五
拾

八
石

九
斗
三
升
弐
合

（
注
慶
長
一
三
年
）

慶
申
ノ
極
月
廿
日
　
　

殿
村

△
畑
方

の
帳
　
　

殿
村

さ

わ
の
志
り

下
三
畝

九
歩

同　　同
下所 下所

二

畝

廿

四
歩

廿

四

歩

（
中

二

九

八

筆

略

）

三
斗
三
升

弐
斗

八
升

八
升

慶

申
ノ
拾
月
廿
日

あ
さ
畑

合
六
反
三

畝
廿
六
歩

上
畑
合
五
町

七
反
四
歩

久
三
郎
分

小
　
　
六

仁

右

衛

門

分
米

九
石

五
斗
八
升

分
米

七
拾
四
石

弐
斗
四
合

分
米

中
畑
合
四
町
三
反

弐
畝
弐
拾
八
歩
　
　

五
拾
壱
石

九
斗

五
升

弐
合

分

米

下

畑
合
四
町

五
反

弐
畝
弐
歩
　
　
　
　

四
拾
五
石

弐
斗
六
合
六
勺

都
合
　

拾
五
町
壱
反

九
畝
廿
歩

米
　

百

八
拾
壱
石
五
斗
弐
升
七
合

△
原
畑

の
分

む
か
い
原

原

三
畝
六
歩
　
　
　
　

三
斗

二
升

さ
と
宮

の
上

原

八
畝
歩
　
　
　
　
　

八
斗

（
中

二

二

一
筆
略
）

原

畑
合
　

拾
町
弐
反
弐

畝
拾
四
歩

米
合
百
弐
石

弐
斗
四
升

六
合
也

（
注
慶
長
一
三
年
）

慶

さ
る
ノ
極
月
廿
日

彦
右
衛
門

七
郎

左
衛
門
分五

右
衛
門

岩
三
郎
左
衛
門

宮
田

又
左
衛
門

（
『
信
濃
史
料
』
二
二
巻

千
桐
屋
文

書
）
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こ

の
よ
う
に
、
検
地
帳

は
田
方

の
帳
、
畑
方

の
帳
で
原
畑

の
分
の
三
部

に
な
っ

て
お
り
、
田

の
品

等
は
上
中
下

の
三
等
級
に
、
畑

は
、

あ
さ
畑
、
上

畑
・
中

畑
・

下
畑
・
原
畑

の
五

等
級

に
分

け
ら
れ
、

一
筆
ご
と
に
所
在
地
の
字
名
・
品

名
・
面

積

を
記
載

し
、

そ
の
下
に
石

高
、
名

請
人
氏
名
が
記
入
さ

れ
て

い
る

。
名
請
人
氏

勘
兵
衛
分

名
欄
に
は
与

左
衛
門

と

い
う
よ
う
な
「
分
付
け
記
載
」
が

か
な
り
あ
り
、
ま

た
、

他
村

の
名

請
人
に

は
住

所
が
右
肩

に
記

し
て
あ
る
。

こ
れ
は
、
南
箕
輪
地
域

内
に
お
け
る
本
格
的
な
検
地
帳

の
最
も
古

い
も

の
で

あ

る
が
、
こ
の
検
地
帳
の
総
石

高
は
六
四
二
石

七
斗
五
合
で
あ

っ
て
、
慶
長
六
年

の

検
地
帳
（
実
際
は
太
閣
検
地
）
の
石

高
よ
り
六
二
石

余
減
少
し
て

い
る
こ
と

は
い
か

な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
慶
長
一
三
年

の
検
地
帳

は
こ

の
殿
村

の
検
地

帳
が
残

っ
て

い
る
だ
け
で
、
外

の
村

の
も

の
は
発
見

さ
れ
て
お
ら
ず
検
地

が
行

な

わ
れ
た
か
ど
う

か
も

わ
か
ら
な

い
。

②
　

正
保
・
慶
安
・
承
応
の
検
地

脇
坂
氏
支
配

の

時
代
、
箕
輪
領

は

寛
永

コ

ー年
（
一
六
三
五
）
～

寛
文

一
〇
年

二

六
七
〇
）
の
こ

ろ
、
村
ご
と
に
基
本
的

な

検

地
が

行

な
わ
れ
て
い
る
。
南
箕

輪
地
域
内

の
各
村

々
は

正
保
三
年
（

二
（

四
六
）
に

久
保
、

慶

安

二
年

（
一
六
四

九
）
に
北
殿
村
・
南
殿
村
・
田

畑
村
・
神
子
柴

村

の

四
か
村
、

承
応
二
年
（

ヱ
（

垂
二
）

に
大
泉
村
が
一
斉
の
検
地
を
受
け
て

い
る
。

こ
の
検
地
が
本
村
内
全
域
に

資
料
が
残
っ
て
い
る
本
格
的
検

地
の
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ

っ
て
近
世

の
村

の
基
礎

が
確

立
さ
れ
た
と
み

て
よ
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

慶
安
二
年

の
検
地
帳

の
写
で

あ
る
「
伊

那
田
畑
村
田
帳

」
　（
門
屋
文
書
・
北
垣
外

文
書
）
の
一
部

を
掲
げ

て
そ
の
記
載
形
式

を
見

よ
う
。

一清
上水
田田

一足
上 が
田久

保

壱
反
五

畝

壱
反
壱

畝
拾

五
歩

ひ

と
つ
田

一
中
田
　
　

廿

八
歩

伝
四

郎

彦
右

衛
門

嘉
兵
衛
分

彦

兵

衛

ひ
と
つ
田
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伝
四
郎
分

一
上
田
　
　
壱
畝
弐
拾
弐
歩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
　
　
蔵

羽
場
下

一
上
田
　
　
五
畝
弐
拾
六
歩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仁

丘（

衛

こ

の
よ
う
に
、
地
字
・
品
等
・
面
積
及

び
名
請
人

が
記
載

さ
れ
て
あ
り
、
名
請

嘉
兵
衛
分

人
欄
に

は
「
彦
兵
衛
」
と

い
う
よ
う
な
分
付
け
形
式

の
記
載

が
か
な

り

見

ら

れ

る
。
こ
こ
に

は
石

盛
分
米

の
記
載

は
な
い
が
同
帳

の
末
尾
に
次

の
よ
う
に

あ
る
。

上
田
／
　
五
町
五
反
弐
畝
五
分
　
　
　
壱
石
五
斗
代

分
米
　
八
拾
弐
石
八
斗
弐
升
五
合

中
田
／
　
弐
町
九
反
八
畝
歩
　
　
　
　
壱
石
四
斗
代

分
米
　
四
拾
壱
石
七
斗
弐
升

下
田
／
　
弐
町
九
反
弐
畝
拾
八
歩
　
　
壱
石
三
斗
代

分
米
　
三
拾
八
石
三
斗
八
合

右
合
　
　
拾
壱
町
四
反
弐
畝
廿
三
歩

分
米
合
百
六
拾
弐
石
五
斗
八
升
三
合

慶
安
二
年
丑
十
月
十
三
日

弾
塚
　
助
進
⑩

小
川
右
衛
門
図

木
下
七
兵
衛
⑩

唐
沢
川
三
郎
⑩

上
田

の
石

盛
（
反
当
公
定
収
穫
量
）
壱
石

五
斗

、
中
田

壱
石

四
斗

、
下
田

壱
石

三

斗
と
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の

分
米
（
面
積
に
石
盛
を
乗
じ
た
予
定
収
穫
量
）
が

記

し

て

あ
る
。
神
子
柴

村
の
検
地
帳
に
は
石

盛
は
記

し
て
な

い
が
分
米
は
品
等
ご
と
に
記

し
て

い
る
。

畑
に

つ
い
て
「
畑
帳
」
に
よ

っ
て
見
る
と
、
品
等
・
石

盛
は
次
の
よ
う
に
な

っ

て

い
る
。

上
畑
　
石
盛
壱
石
三
斗
代
　
　
中
畑
　
石
盛
壱
石
弐
斗
代

下
畑
　

″

壱
石
代
　
　
　
　
麻
畑
　

″

壱
石
五
斗
代

jＢ
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原
畑
石
盛
　
壱
石
代
　
　
　
　
屋
敷
　

″

壱
石
三
斗
代

慶

安
二
年

に
は
幕
府
に
よ
り
検

地
条
目
が
制
定
さ
れ
て
お
り
、
私
領
に
あ
っ
て

も
お
上
そ
こ
の
検

地
条
目

に
従

っ
て
検

地
が
行

な
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
太

閤
検

地
と
異

な
り
六
尺

一
分
を
一
間

と
し
て
、

一
間

四
方
を
一
歩
、
三
〇

歩
を
一

畝
と
す
る
面

積
算
出
が
行

な
わ
れ
て

い
る
。

㈲
　

寛
文
以

後
の

検
地

寛
文
（
一
六
六
一
～
七
二
）
以

後
は
新
田

の
検
地

が
主
な
も
の
で
、

各
村

と
も
数

回
行

な
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
検
地
年
度
、
検
地
内
容
、
検
地
役
人
等

を
列

挙
す
る

と
次

の
よ
う
で
あ
る
。

年
号
　

（
西
暦
）
　

検
地
内
容
　
　

検
地
を
受
け

た
村
　
　
　

検
地
役
人

寛
文
六
（
一
六
六
六
）
新
田
検
地
　
　

久
保
・
北
殿
・
南
殿

鳥
飼
理
右
衛
門

藤
沢
右
衛
門

田
畑
・
神
子
柴
　
　
　

唐
沢
門
三
郎
　

小
池
三
太
夫

寛
文

］

（

％

七

二

同
　

右
　
　

北
殿
・
神
子
柴
　

竹
内
喜
左
衛
門

漆
戸
善
右
衛
門

井
沢
新
右
衛
門

延
宝
　

六
（
一
六

七
八
）
同
　

右
　
　

久
保
村

の
内
沢
尻
　

飯
塚
与
右
衛
門

柴
田
右
衛
門

拉
村
与
左
衛
門

貞
享
　

四
（

二
（

八

七
）
同
　

右
　
　

久
保
・
北
殿
・
南
殿

小
林
介
太
夫

本
田
銀
左
衛
門

田
畑
・
神
子
柴
　
　

海
野
太
左
衛
門

霖

二

三

一
に
壮

）
靉

。

久
保
・
北
殿
・
南
殿

小
林
介
太
夫

本
田
銀
左
衛
門

田

畑
・
神
子
柴
　
　

海
野
太
右
衛

享
保
一
一
（
一
七
二
六
）
新
田

検
地
　
北

殿
・
田

畑
　
　

落
合
岡

右
衛

門

岡

島
政
右
衛

門

大

泉
　
　
　
　
　
　

平

野
半
平

逸
見
小
野
右
衛

門

延
享
　

三
（
一
七
四

六
）
同
　

右
　
　

北

殿
・
南
殿
・
田

畑

岡
島

政
右
衛
門

神

子
柴

・
大

泉
　
　

神
田

茂
兵

衛

延
享
　

四
（
一
七
四

七
）
同
　

右
　
　

北
殿
・
田

畑
　
　
　

押
田

茂
平
衛

坂
入

茂
右
衛

門

宝
暦
　

九
二

七
五
九
）
同
　

右
　
　

大

泉
　
　
　
　
　
　

坂
田
半
右

衛
門

金
子
四
郎

八

森
谷
又
兵
衛

明
和
　
三
二

七
六
六
）
同
　
右
　
　
北
殿
・
田
畑
・
大
泉

及
川
東
蔵
　
吉
益
甚
七

神
子
柴

安
永
　
九
二

七
八
〇
）
匹
卵

場
検
地
北
殿
・
田
畑
・
大
泉

小
笠
原
宗
四
郎

笹
川
運
四
郎

神
子
柴

寛
政
　

五
（
一

七
九
三
）
新
田
検
地
　

塩
ノ
井
・
田
畑

天
保
　

五
二

八
三
四
）
見
取
場
検
地
　

塩
ノ
井

天
保
一
四
二

八
四
三
）
新
田

検
地
　
田

畑
・
神
子
柴

大
泉

長

谷
川
是
非

之
助

辻
　

小
平

太

こ
れ
ら
の
検
地
の
内
容
に
つ
い
て
み
る
と
、
寛
文
以
後
主
と
し
て
切
添
え
・
新

開
・
見
取
場
等
の
高
入
れ
の
た
め
の
検
地
で
あ
る
が
、
元
禄
一
一
～
一
二
年
に
は

百
姓
持
ち
の
林
・
草
場
の
一
斉
改
め
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
右
に
は
記
し
て

な
い
が
宝
暦
八
年
に
は
入
会
山
野
に
対
す
る
改
め
が
行
な
わ
れ
山
野
の
年
貢
を
納

寛文 六年 新田 検地帳（門屋文 書）図3-15

め
る
よ
う
に
な

っ
た

。
ま
た
、

時
代

別
に
見
る
と
、
寛
文
～

貞

享

の

こ
ろ

二

六
六
一
～

八
八
）
は
切
添
え
・
新

開

等

の
新
田

開
発
が
盛
ん
に
行
な

わ
れ
て
お
り
、
大

規
模
な
新

田

検
地
が
行

わ
れ
て

い
る
。

寛
文
六
年

の
各
村

の
検

地
、

延
宝
六
年

の
沢
尻

の
検

地
、

貞

享
四
年

の
各
村

の
検

地
が

そ
れ
で
あ
っ
て
、
特
に
貞

享

四
年

の
検
地

で
は
南
箕
輪
地

域
内

で
七
三
石

ほ
ど
が
検
地

j混
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に
よ
り
石
高
が
増
加
し
て

い
る
。
こ
の
増
加
高
は
当
時
の
全
石

高
の
一
割
強
に
当

た

っ
て

い
る
。
な
お
、
江
戸
時
代
全
期
を
通
じ
て
検
地
に
よ
る
各

村

の

石

高

の

表
3
1
1
5
　近
世
検
地
に
よ
る
南
箕
輪
各
村
々
の
石
高
増
加

増
加

の
状
況

は
表
３
－
1
5
の
と

お
り
で

あ
る
。

元
禄
時
代

は
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林

二
早
場
改

め
の
ほ
か
検
地

は
行

な
わ
れ
て

い
な
い

○

言
引

淋
本

ヨ

迫

本

岸

本
戸笑 ル

優貴

二
[“▽
高

茸

賄ｙ

本冶 ヅ
t､
。　　　 俯

き倒　　　　ぶ卜

齢

じﾊﾆl+
卜 銅　　 浙

回

哨回　　　　　 俯

這 刎　　　　 訃

缶
切←

汁

ω　　　
叫回

丿　　　 即卜夥
ふ剖　　　 勝

回

卜4
a

○
○
l

ﾄｰλ
Q

K ⊃
QI

願
郊外

心　　　部叉
Ｐ　　　 即卜戌

び匹5

雁
窓 掛

呂　　　 博叉
９　　 勝は
呂　　　　　合

哲

戴 宍;=

言 言

諮

ド バ レ 灘

－　 か斉一　卜　 心　　　　　　心

日

夥 鴇

‘ヽＩヽ　　　Ｗ Ｗ
μ　　 宍－
リ　 即恣

卜4
Q

N ）

J
？

←

Q

ぴ1
○

獣尚　 夥㈲
ヨ 河　諮縦

心　脱 にじ､｡獣兄

yly 〉4ロド Ｅ ぶ

ﾆﾐ1呂　輿呂即卜回
目呂　ご 箕ン ー

部㈲
港糾

。　　　 獣。

ｏ　　　 トﾖﾄｰ≒　　　 仏座呂

ｏ　　　 ωンー

部 面

晦 糾

訃丿　　　　　
獣 。

吋　　　　Ｍ　 ⌒。　　　 ｃﾖﾄｰ

谷　　　 乱浙 呂

Ｘ　　　 ｎｙ 一

懲㈲　茄 硝
勝糾　浩沁

。　 斗に二1　獣 。

Ｊ　 。ヨロ 呂ヨロ

気　乱即暇 乱脈 合留　治ンご 回ｙＳ

懲匪

防府
.1　　獣 。

沼　古ヨロ

乱　乙斟 回
目　 はｙ Ｓ

←

C乃
UI
←

？

ﾄｰ4

(
刀

ヽヽ I
QI

夥斑
詰価

合　　　 獣４
夕　　　 おＥ口
會　　　 乱浙 回
輿　　　 μンコ

夥削　夥班

節撒　節供
。 斗に1　獣4
s!1卜,Ｅ口 呂Ｅ 口
乱ｙ 浙 沼包浙 認
治呂ン 息 戻ｙＪ

夥 応

勝俳

l､。　　　 獣卜
.1　　　

卜一
ヨ

ト一
気　　　 乱浙 畠

ｓ　　　 ωｙ －

夥瓜　釧
洛外　囲

吝　　 獣卜
ぷ　　 吝Ｅｏ ｓ

谷　　臨ぶ淀 乙
口　　呂ｙ 万 貿

首班淡 彩邨

防併卜 防府
。 獣

卜　 陥
。

日 沼ヨロ 台詞⊇

辿乱淡 畠訟獣 輿
目 回ンＪ 謡Ｅこ

卜j
勿斜

？
←

-ヽ 1
呂

卜

UI
口
－

C
→
Q
り

八
淵

。　 漆

∽　　　 ○

ヽヽづ

゛　　　
○

卜⊃　　　 ○
卜　　　 い
○　　　 ご

八
n÷　 卜

草t､ 。言

ＱＩ ∽　 Ｍ
･ヽ Ｉヽ Ｃ　 四

Ｗ　Ｗ　　‘ヽヽ１
ぴ| ∽　 ゛

1卜 り　 み
← ○　 ←
こ ←

八 叫 卜

。 旱 害 。

∽　 ＱＩ Ｏ
∽　 ← 卜

゛　 ゛ び1
に　 ヽ､1゙

‘ヽヽ 1　 び10
に　 ○ に
ぶ い

夥叫
諮京

ｃ　　　 ヨ 。

右　　
謳窓口

乱　　訟壽 心ま　　 河卜Ξ

卜 Å
－､1

○
←

l

←

－ヽ 1
に
び1

邨

節糾
獣 い

き　　　　 ヨロ

ゲ　　　　ーぶ
に2

呂　　　 長卜､奇
貨　　　 沼　窓

節節　節供
獣供　獣痴
Ｅ ４　Ｅ に

。 諒憐 諮に
命ωン フ９ン コ

乱訟　ご卜　
、巴

μ2呂　夥呂　夥

一　　　 諮節
穴　 言

９
回　ω　獣口

リド　 乱､｡ョ ッ

回吝　乱ふ浙ぞ
こ酒　 胞回卜 部

獣 圀　節叫
Ｅ 叫　獣采
諏図　 田 に

ち　　ン ４　斟口

麗　　ｓ離ｓｙ 心

這　　 谷芒 乱　
Ｓ

呂　　 斟　命　宝

㈲
口 催

昭

←　心 に曽　　謳

ふ　　勝
目　　 に卜

躇

－
防部

ｌｙ ｗ
．１　仁呑口
謡　芦タコ

乱　ふ即即
諾　旨頑

芯

斟？

ち
呂

獣 回

心　　

記

ゲ　　　 ｏ 卜 口

∽　　　　 －ｏ　　　　 ω　 回

∽　　　　 Ｏ　 Ｑ

-ヽ１ヽ　　　　 ０　 ご

夥呈

らら陛lﾆﾆ1.　　　 獣 ω

忿　　　ｏＥ 口
こ､1　　　乙脱 斜
－　　　 ｏｙ 一

八

、　 ∽
へ　　 ○

○
４

に
卜

Wto

一　　 鴬 豆

叫 卜　　　 一
細

ｃ 旱 言
ｓ　

［芝l 二I

口　 Ｑｌ Ｏ　　　　
い

い　
← ＱＩ　　　 ⌒

４　　 Ｍ　ＱＩ　　 Ｏ Ｈ

Ｎ）- ヽ､１゛　　 ゛ り
へ　 び１０　　 ０

ａ

○　 ○ ∽　　　 口 Ｑ
ぶ Ｃ　　　 こ 心

戸戸

鴇

l､
。　 茸
当　合片

乱　乱こ呂　台浙

防冊ﾚ: 回

目 指

目　治吊ご

←
Ｊ

←
？
←
こﾐ1
UI

催遊
獣沁
∃ ｃ

回　　　　 謳口
Ｆ　　　 罵切 窓

窓　　　 乱浙
巳

弓　　　 に卜 部

営 所　防府
防賜　獣光

獣
。 ョ 。

。 ョ ロ 謳口
Ｓｗ浙 冶宮部 詔
ふμンど ふ浙Ｓ
呂呂　　 μ2戸部

一　　　 諮甫
叫卜　　　 叫 ふ
旱害　　　 且

。麗　ぃ　獣口
ヌジ　日ｕＥ 回
目 回　ふ乱斟巳
恩良　 口 心ン 夥

一　　　　 岫俗
言　　 獣沁

右　　。　 ヨ 叉
!､｡。　ｏ　　 聯 。

ヂゲ　
呂　留姉 詔

にび1　ふ　ふ舗巳
ミ ヨ　 胞　ぶ卜 部

に
卜
ヽヽ 1
w
∽
∽

Q

( 刀
J
N
二

Q ‾1
QI
O

←

ヽヽ 1
ヽヽ 1

Q
？

ﾄｰ1
∞

○
○

QI
←
∽

ヽヽ 1
∽

○
･ヽヽ1

回
－§1

ら 、

∽
、　　 ○

｀　　W

Q
い

心　 ←

ら

←
○

ぺ　　 心
｀　　 ○

４
∽
こ

い　C

に
烏

９
∽
呂

Q
Q
に
４

ぴ1
ぴ1
つ

訪日

？

ぶ
回

卜 夥　屈
江1　　　皆　架

卜　　 ｏ獣口 に
詣　　 ムヨ

回
≒　　 訟即田

卜 離　ﾝH

9　　　
勝まお

呂　　 ｏ獣口

ふ　　 辿Ｅ 曽
舌　　 戻脱じ

へ

∽
、　　 ○

｀　　 ∽

Q
心心　 ←

ら

←

○

ぺ　　 四
～　　 ○

∽
こ

い　 心

い
卜
－ヽ 1
w

Cy）
Cぶ
Q

ヨ　 屈

こ鰍･。 ョ　 頻

c乃　 らQll､､,乖 。

゛　　CX ）

切　Qj
QI　CX ）
○　 ご

ぶ
斟
？
←ぶ
○

ぴ1
に

４
Ｎ
回

り

回

～回

⌒ 呈 ・
珪

心　ｗ寫
呂斗
乱コ

- 卜 数

八 叫 卜　　　 獣

一 票 言　　　 ヨ

呂　 。 右　　 決

心　 ←り‥ 一 今
C　- ヽ､1゙　 ゛
QI　 び1り　 ∽
Ｑ　 Ｏ Ｏ　 ←
Ｊ Ｃ　 Ｏ

に
卜

-ヽヽ1
M

CX）

W
Q

呂

に
４呂

○

←
回
←
？

銘5



村 の近 世第3 章

小
京

浙

掠

甘

嫉

冲

淑

茸

←
∽
∽

會 倒

Ｑ
Ｑ
４
ＱＩ

＼冨　　　n÷
夕刻　　 脱

目

∽

へ
に
∽
ｗ
∽
∽
に

卜1
沼
４
Ｗ
ぶ

合

寝　 強

勁 夥 脱

｡1　　
添 －

ｌ､。

Ｑ　　 Ｏ
陛

⌒
洲` 　　 Ｒ 浙 ぶ

Ｃ　　　 Ｑ　 ＱＩ
∽　　　 Ｑ　 いい　 一 一

Ｓ

淀

４富

応

ぶ

４
ｗ
に

旨

宗 派

諮 糾

。　　　 獣 。
ｃ　　　 ∽　　　

八
Ｑ　　 ４　

Ｅ
卜一

包　　 乱　 即卜呂

ｃ　　　 Ｑ　　　 ｃ乃。　　 ω　 ン ー

治

呂

４呂

こ1

∽

‘ヽ､1

に
４
口
〇㎝

離 瓜

勝 彊

。　　　 熾
４

Ｎ　　　に　　　心
卜　　･I　E

に･
乱　　 ｋ　 脱 呂

に　　　Ｏ　　　吋４　 ω　 ン ー

∽

C
吋
Ｑ
４
こ
Q
C

‘ ヽヽ 1

(y⊃
・

ﾄｰ4
回

Q

tx⊃
へ
・
∽

に
卜

卜
○

tQ
口
ｗ
∽

り
∽

べ1

QI
QI
4
W

ヽヽ ､I
C

圀　勝叫
獣彊　獣 鴇
∃ ω　Ｅ に

。 朕口 斟口
y2､､lyぶ2口〉心2

乙這　Ｓ 気　、Ｓ

回回　ここ呂　夥

合

吉
・
呂
回

←
－
回

μ

、圀　離時
｀苫　諮嘲

。 獣ω　譚。
ＸＯＥｏｏＥ口

乱仙斟ぶ乱脱ぷ謡心ｙＳ呂ｙＳ

心

旨
ｗ
呂
≒

Ｓ

ﾄｰ4

w
留

Ｎ

誌 埓

獣 光

∃c

､､，　　　s ●朕口

F　　　7)
ン

舌

合　　　 命　 夥

み
に
口

l ⊃ヽ
～

QI

W
4
-ヽ ､1

潟
附

○
Ｅ

、 高 詠

回　斗 二　ふ附
こ､， ｍ ㈲　 台
呂　瞰　　－

４斟

Ｗ
卜i
も

い
・
Ｑ
←
○

卜 部　屈
､､1　　　誌 。痴
Ｘ　ｓ 獣口

乱　乱　Ｅ 器官　２　 辞意

白
首ミ

○
4

(y)
卜４
０

-ヽヽ1
む1

4
合

４

享
保

か
ら
延
享
に

か
け

て
久
保
村
を
除

く
他

の
村

々
に
検
地
が
行

な
わ
れ
て

い

る
。
幕
府

は
享
保
一
一
年
に
新
田

検
地
条
目
を
制
定
し
て
、
新
田

検
地

の
方
法
と

開
発
可
能
地

の
開
発
に
関
す

る
条
文
を
含

め
て
、
検
地
を
法
制
的
に
整
備
し
て

い

る
。
以
後

の
検
地
は
こ

の
条
目
に
従

っ
て
行

な
わ
れ
て

い
る
と
思

わ
れ
る

。

図3-16　 安永 ９年新田検地帳の一部（ 門屋文書）

個々の土地の面 積，石高名請人

安
永
九
年

二

七
八
口

に

は
ま
た
久
保
・
塩
ノ
井
を
除
く

他
の
村
々
の
検
地
を
行
な
っ
て

い
る
が
、
こ
の
時
の
検
地
は
切

添
え
、
新
開
の
外
、
開
発
直
後

の
田
畑
や
劣
悪
な
土
地
、
災
害

を
受
け
や
す
い
場
所
等
従
来
見

取
場
（
見
付
場
）
と
な
っ
て

い

た
耕
地
を
正
式
に
石
盛
り
を
定

め
高
請
地
と
す
る
こ
と
を
大
規

模
に
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
検

地
で
旧
五
か
村
で
二
六
一
石
余

が
石
高
に
加
え
ら
れ
た
。

安
永

の
検
地
以

後
六
〇

年
ほ
ど
検
地
は
行
な

わ
れ
て

い
な

い
。
こ
れ
は
、
耕
地

の
拡
大
も
限
界
に
き
て
新
田

が
ほ
と
ん
ど
生
れ
な

か
っ
た
の

だ
ろ

う

か
。

し

か

し
、
天
保

の
改
革
に
よ

っ
て
貢
租

の
増
徴
を
迫
ら

れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
天

保
一
四

年
し

ば
ら

く
ぶ
り
に
新
田

検
地
が
行

な
わ
れ
た

。
し

か
し
、
三

か
村
で

わ
ず

か
に

二
石
六
斗
余

の
高
入

れ
が

あ
っ
た
の
み
で

あ
る
。

４
　

江
戸
時
代
の
検
地
の
方
法

江
戸
時
代

の
検
地

の
方
法
は
、
基
本
的
に
は
太
閤
検
地
の
方
法
を
引

き
継

い
で

い
る
が
、
幕
府
に
よ

っ
て
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
に

慶
安

の

検

地
条
目
、
貞
享

三
年
（
一
六
八
六
）
に
沼
田
検
地
条
目
、

元
禄

三
年
（
一
六
九
〇
）
信
州
高
遠
領
検

地
条
目

ご
孕
保
一
一
年
（
一
七
三
（

）
に
新
田
検

地
条
目

と
繰
り
返
し
検

地
の
基
準

が
示

さ
れ
て

い
る
。
細
部
に

わ
た
っ
て
は
必
ず
し
も
こ
の
基
準
が
守
ら
れ
て

い
た

わ
け
で
は
な

い
と
言

わ
れ
る
が
、
基
本
線
は
こ
れ
ら
の
条
目
に
基
づ

い
て
行

な

わ

れ
た
と
思

わ
れ
る

。
こ
れ
ら
の
検

地
条
目

の
う
ち
前
三
者

は
検
地

が
公
正
・
正
確
に

行

な
わ
れ
る
よ
う
に
検
地
役
人
に
対
す
る
検
地

の
心
得
を
述
べ
た
部
分
が
多
く
、

新
田

の
検
地
条
目
は
具
体
的
な
検
地
要
領
を
多
く
述
べ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
条
目

の
内
容

は
「
勧
農
固
本
録
」
「
検

地
秘
録
」
「
算
法
地
方
大
成
」
等
に
詳
細
に
示

さ

れ
て

い
る

の
で
、
そ
れ
ら
に
基
づ

い
て
検
地
方
法
の
大
要
を
記

す
こ
と
に
す
る
。

田

検

地

役

人

検

地
の
作
業
は
、
検
地
惣
奉
行

、
縄
奉
行

、
目
付

役
等
の
外
に

帳
付

け
、
竿
取

り
な

ど
の
多
く
の
下

役
人
ら
に
よ

っ
て
行

な
わ
れ
、「
案
内

の
者
其

の
村

名
主
、
年

寄
亦
は
小
百

姓
の
中
に
て
も
吟
味
し
て
四
、
五
人
も
申
し
付

け
、

少
し
の
所
も
地

j 祁
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面
落
し
申
さ
ず
」
　（
勧
農
固
本
録
）
と
い
う
よ
う
に
村
人

の
案
内
に

よ
っ
て
行

な
わ

れ

た
。

古
く

か
ら

の
田
々
畑
は
勿
論
、
新
田
検
地
に
当

た
っ
て
は
切
添
え
、
新
開

の
田

畑
、
時
に

は
起

き
返

り
地

の
検
地
、
隠

し
田

の
摘
発
も
行

な
い
、

こ
れ
ら
の
土
地

の
一
筆
ご
と

の
面
積
を
測
量
し
、

ま
た
、
土
質
・
用
水

の
状
態
・
作
物

の
成
育
状

況
・
過
去
数
年
間
の
平
均
収
量
・
農
民
よ
り

の
書
き
上
げ
等
を
参
考
に
し
て
、
田

畑
の
品
等
石
盛
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
面
積
・
品
等
・
名
請
人
を
一
筆
ご

と
に
記
載
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
検
地
帳
と

い
わ
れ
る
も
の
で
、
こ
の
検
地
帳

の
作
成
に
よ
っ
て
検
地
は
終
了

す

る
。
「
検
地
は
百

姓
進
退
極
ま
る
処
に
候
間
、

精
々
入
念
縄
入
れ
竿

入
れ
強
弱
こ
れ
無
き
様

、
正

路
に
縦
横

十
文
字
の
曲
尺

違
わ

ざ
る
様

こ
れ
を
改
め
、

依
信
最

負
無
く
致
す
可

き
事
」
　（
検
地
秘
録
）
と

い

う

よ

う
に
、
入

念
正

路
に
行

な
わ
れ
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
実

際
に
は
か
な
り

問
題

が
多

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

㈲
　

面
積
の
測
量

と
記
帳

検
地
帳
に
記
載

さ
れ
る
面
積

は
、
実
測
面
積

そ
の
ま
ま
で
は
な
い
。
次
に
掲

げ

る
の
は
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
の
神
子
柴
村

の
検
地
帳

の
一
部

で
あ
る
。

信
濃
国
伊
那
郡
神
子
柴
村
新
田
検
地
帳

卯
原
続

き

一
、
原
畑
　

壱
畝
三
歩
　
　
　
　

長
拾
壱
間
　
　

八
右
衛
門

高
六
升
六
合
　
　
　

横
三
間

同
所

一
、
原
畑
　

壱
畝
三
歩

高
六
升
六
合

同
所

一
、
原
畑
　

拾
弐
歩

高
弐
升
四
合

長
拾
壱
間
　
　

忠
　

蔵

横
三
間

長
五
間
三
尺
　

与
　

市

横
弐
間

高
壱
斗
七
升
四
合
　

横

八
間

（
中
略
）

右

は
信
濃
国
伊

那
郡

神
子
柴
村
新
田
検
地
仰
せ
付
け
ら
れ
、
依

っ
て
六
尺
壱
分
間
竿
を

以

て
壱
反
三
百
歩

の
積
り
相
極

め
る
者
也

延
享
三
丙
寅
年

七
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
大
和
手
文
書
）

こ

れ
を

み

る
と

、
六
尺

一

分

の
間

竿

を
以

て
面

積

を
算

定

し

て

お

り
、
そ

の
記

入

は
反

畝

歩

の
外

、

長

さ

及

び
横

幅

の
間

尺

を

す

べ
て

長

方
形

の
土

地

と

し

て

記

入

し

て

あ

る
。
田

々

畑

は

い
ろ

い
ろ

の
形

の

も

の

が

あ

っ
た

で

あ

ろ

う

が
、

す

べ

て

長

方

形

の
土

地

に
置

き
直

し

て
計

測

し
、

面

積

に

差

が
出

な

い
よ

う
に

見

込

み
見

捨

て

を

見
計

ら

い
な

が

ら
竿

を
打

つ
見

込

み

打

ち
と

い

う
方

法

を

と

っ
て

い

る

。

（
図

３
－
1
7
）

次
に
計
測
に
当

た
っ
て
は
張

っ
た
縄

の
た
る
み
に
よ

っ
て
、
実
寸
以
上

の
値
が

図3-17　 測量（ 見込み打 ち）の図

見込み打ち（長方 形に測るの図）［徳川幕府県治要略］

左側奥の辺がやや短かい台形の田の測 量をし てい る図で，細見竹

イ・口の位置がイは外に口は内側に入って全体の細見竹の位置が

長方形になるよ う，し かも面積 に差 の出ない よう見込み見捨てを

している（見込み打 ちとい う）。細見竹 の 中間四辺に梵天竹を立

てそれに水縄を張 り十 字で水縄 の直交を正して，たての長さを計

測して面積を算出する

窃7



第３章　村 の近世

て
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
総
間
数
か
ら
何
割
か
を
差
し
引
い
て
い
る
。
そ
の
割
合

は
検
地
奉
行
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
通
例
は
次
の
よ
う
で
あ

っ
た
。一

一 六
∫　Ｓ 五
二 一 間

○ ○ ま
間 間 で

計

測

値

二 五
尺 寸 ○

引

き
量

四 一 一
ご

二
一 一 一
∫　∫　Ｓ

五 四 三
Ｏ Ｏ Ｏ

間 間 間

計

測

値

一
丈

二 九
五

尺 尺 尺

引

き

量

ま
た
、
縄
心
（
余
歩
）
と
称

し

て
、
実
測
値
の
う
ち

か
ら

い
く
ら
か

控

除

す

る
。
そ
の
割
合
も
検
地
奉
行
の
裁
量
に
任
さ
れ
て

い
た
が
、
長
九
、
横
八
と

い
っ

て
長

い
方
の
間
は
一
割
引

、
横

聞
け
二
割
引

く
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
そ
の
外

に

畔
際
引
き
・
蔭
引

き
・
四

壁
引

き
（
屋
敷
の
四
囲
に
余
地
を
与
え
る
控
除
）
等

の

面

積
控
除
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
控
除
を
し
た
後
、
そ
の
数
値
を
記
録
す
る
に
当
た
っ
て
、
一
間

未
満
の
部
分
に
つ
い
て
は
原
数
の
ま
ま
で
な
く
、
次
に
掲
げ
た
検
地
帳
の
よ
う
に

六
寸
の
倍
数
に
な
る
よ
う
に
端
数
の
切
り
捨
て
、
切
り
上
げ
を
行
な
っ
て
い
る
。

安
心（
大
舛

那
郡
北
殿
村
新
田
検
地
帳

北
山
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　、
、
、
、

一
見
付
畑
　
四
畝
拾
八
歩
　
　
長
拾
壱
間
四
尺
弐
寸
　
　
　
藤
五
郎

横
拾
壱
間
壱
尺
弐
寸

北

山
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、
、
、
、

一
見
付
畑
　

六
畝
拾

八
歩
　
　

長
弐
拾
壱
間
五
尺
四
寸

横

九
間

一
見
付

畑
　
三

畝
弐

拾
七
歩
　

長
拾

六
間
壱

尺
八
寸

横
三
間
三
尺
六
寸

（
以
下

略
）

磯
右
衛
門

弥
惣
次（

千

桐

屋

文

書
）

土
地
の
品
等
と
石
盛

土
地
の
品
等
に

つ
い
て
は
、
「
真
土
・
野
土
・
谷
上
・
地
高
・
地
低
・
朝
か
夕

か
・
深
地
・
草

の
生

い
方
心

を
付
け
申
し
付
け
ら

れ
侠
」
（
検
地
秘
録
）
と

あ
り
、

ま

た
、
「
大

通
り
見

分
の
節
其
の
村

の
盛
衰
、

地
味
並
び
に

水
の
懸
け

引

き
、
永

所
旱
所
、
或

い
は
居
村
よ
り
田
畑

へ
の
遠
近
、
野
山
芝
草

の
多
少
、
惣

じ
て
こ
や

し

を
取

る
所

の
様
子
、
其

の
外
末

々
欠
け
荒

れ
る
可

き
場
所
、
或

い
は
切
添
え
成

る
べ
き
所

か
諸
事
心

を
付

く
べ
し

。
秋
検
地
、
生

を
見

る
こ
と

お
ろ
か
な

る
故
土

を
握
リ

て
浙
う

べ
し

。
立
毛
も
年
に
よ
り
下

田
も
出
来
良
く
、
上
田
も
悪
し
吉
事

あ
り
、
春
検
地

は
生

を
能

々
吟
味
し
て
苅
り
株

の
様
子

を

考
う
べ
し
」
　（
勧
農
固

本
録
）
等
と
、
品
等
決
定
に
際
し

て
考
慮

す
べ
き
点

が
細

か
く

示
さ

れ
て

い
る
。

ま

た
、
「
検

地
前
は
絵
図

並
び
に
田
畑

の
位
付

け
百

姓
よ
り
こ
れ
を

取
り

境
目
等

見
分
を
遂
げ
、
向
き
寄
り
を
考
え
竿
を
打
ち
、
百
姓
位
付
け

の

帳

に

引

き

合

わ

せ
、
若
し
相
違
あ
ら
ば
こ
れ
を
改
め
直
し
、
勿
論
百

姓
神
文

い
た
さ
せ
：
こ

と

い

う
よ
う
に
、
百
姓
に
神
に
誓

わ
せ
て
申
告
す
る
位
付
け
を
参
考
に
す
る
よ
う
に
と

も
述

べ
て
い
る
。

こ

の
よ
う
に
し
て
田
畑

の
位
付
け

を
決
定
す

る
が
、
こ

の
田
畑

の
等
級

は
上
中

下

の
三
段
階
、

あ
る
い
は
下

々
を
加
え

て
四
段
階
と

す

る

の

が
一
般
的
で

あ
っ

た
。当

村
内

の
検
地
帳
に
み

る
田
畑

の
等
級

は
、
初
期

の
こ

ろ
は
前
記

の
よ
う
に
田

は
上
中
下

の
三
段
階
、
畑

は
麻
畑
・
屋
敷

―
上
・
中
・
下
・
原
畑

の
五
段
階
に
分

類
し
て
い
る
。
中

後
期
に

な
る
と
こ
れ
に
田
畑
共
下

々
及

び
見
付
田
畑

の
二
種

を

加
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

石
盛
り
に
つ
い
て
は
、
村
の
状
況
に
よ
り
多
少
の
差
が
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ

て
い
る
が
、
江
戸
幕
府
の
石
盛
の
基
準
と
、
当
地
域
の
石
盛
と
を
表
示
す
る
と
次

の
よ
う
で
あ
る
。

本
村
地
域
内
各
村
々
の
石
盛
に
つ
い
て
見
る
と
、
上
田
は
幕
府
の
基
準
と
同
じ

認8



姿の村第2 節

見 下 下 中 上 屋 麻 下 下 中 上
付 々　　　　　　　 々
畑 畑 畑 畑 畑 敷 畑 田 田 田 田

品

等

／ ／　　　 一 一 ／ ／ 一 一 一

七 九 一 一　　 一 三 五

幕
府

の
基
準

七
Ｓ　　一一 一 一 一 一 一 一 一 一

三 九 一〇 二 三 三 五 二 三 四 五

大

泉

塩

ノ
井

の
み

当

地

の

石

盛

で

あ

る

が
、

他

は

田

、

畑

共

に
幕

府

の
基

準

よ

り

高

い

石

盛
に

な

っ

て

い

る

。
段

階

差

は

二

つ
下

が

り

と

い

う

の

が
標

準

で

あ

る

が

、

当

地

の
段

階

差

は

だ

い

た

い

一

つ

で

あ

る

。

（
大

泉
、
塩
ノ
井

の
み
下

畑
の
石
盛
が
一
一
で
下
々
畑
は
二
つ
下
が
り
の
九
で
あ
亘

。
畑

の
当
地

の
石

盛
は
幕

府

の
基
準

よ
り
二
圭

二
高
く
な
っ
て
お
り
、
見
付
畑

さ
え
高
い
所
は
幕

府
の
下
畑

の

石

盛
に

な
っ
て
お
り
、
畑
作
比
率

の
高
か
っ
た
当
地

の
石

盛
は
割
高
に

な
っ
て
お

り
、
農
民

の
負
担

は
困
難
で

あ
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

５
　

検
地

と
農
民
の
対
応

検
地
が
厳
し
く
行

な
わ
れ
る

か
、
緩
み
か
お

る
か
は
農
民
に
と

っ
て
重
大
な
関

心
事
で
あ

っ
た
。
実
際
検
地
に
当

た
っ
て
は
前
記

の
よ
う
に
検
地
奉
行

の
裁
量
に

任

さ
れ
る
部
分
が
相
当
あ
り
、

奉
行

の
さ
じ
加

減
に
よ

っ
て
農
民

の
死

活
が
左
右

さ
れ
る
面

が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
農
民
は
検
地
役
人
に
品
物

を
贈
り

、

あ
る
い
は
厚

く
接
待

を
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
検
地

役
人
の
機
嫌
を
と
り
、
農
民

側

に
有
利
に

な
る
よ
う
に
余
歩

を
多

く
し
、
品
等
を
下

げ
、
時
に

は
隠
し
田

の
摘
発

を

免

れ
よ
う
と
心

を
伜

い
た
の
で

あ
る
。
ま
た
、
検
地
役

人
も
私
利
私

欲
に

よ
っ
て

検
地
に

さ
じ
加
減

を
加
え

た
こ
と

が
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
検
地

条
目
に
検
地

役

人

の
心
得
が
多

く
盛
り
込

ま
れ
て
い
る
こ
と

は
、
こ
の
辺
の
事
情
を
考
え
さ
せ
る

。

幕
府
は
検
地
役
人

の
選
定
に
当

た
っ
て
、
「
惣
奉
行
は
正
路
成
る

地
方
心
得

の

有
る
人
吉
、
縄
奉
行
は
地
方
功
者
と
し
て
魂
気
強
く
算
勘
あ
る
人
吉
」
（
勧
農
固

本
録
）
と

し

、

案

内

の

者

に

つ

い
て

は
、
「

案

内

の
者

の
儀

庄

屋

組

頭

は

も

ち

ろ

ん

、

百

姓

の
内

地

所

の
様

子

能

く

存

じ
正

路

な

る

者

を

選

び
：
こ
　
（
御
検

地
村

触

『
県
史
資
料
』）
と

し

て

、
検

地

役

人
案

内

人

と

も

農
村

内

部

の

事

情

を

よ

く
知

っ

て

い
る

者

、

あ

る

い
は

土

地

の
事

情

に

詳

し

い
者

、
正

直

で
正

義

感

の
強

い
人

を

選

ぶ

よ

う

に

指
示

し

、
検

地

が
正

し

く
行

な

わ

れ

る

よ

う

に

努

め
て

い
る

。
し

か

し

、

実

際

に

は
検

地

が

幕

府

の

希

望
通

り

に

は
行

な

わ

れ

て

い
な

い
。

検

地

に

対

す

る

農

民

の

対

応

の

一
部

を
示

し
、

幕

府

頷

に

お

け

る
当

時

の
検

地

の
実

態

を

伺

い
知

る

資

料

の
二

例

を

見

よ

う

。

安

永

九

年

（
一
七
八
〇
）

は

、

当

地

方

の

切

り

添

え
、

新
開

の

外

に

見

付

畑

を

大

規

模

里

局
入

れ
を

す

る
検

地

が
行

な

わ

れ

た

こ

と

は

既
に

み

た

が
、

こ

の
検

地

の

た

め

細

か

い
注

意

事
項

を
箇

条

書

き

に

し

た

「
御

検

地

村

触
」

が
、

安

永

七
年

に

検

地

奉
行

か

ら

出

さ

れ

、

飯
島

御

役

所

を
通

じ

て

各
村

に

通

達

さ

れ
、

各

村

は

そ

れ

ぞ
れ

請
印

帳

を
出

し

て

い
る

。

そ

れ
に

よ

る

と
、

各
村

々
に

対

し

新

た
に

検

地

を
受

く

べ

き
切

り
添

え
、

新

開

等

を
書

き
上

げ

て
差

し

出

す

よ

う
命

ぜ

ら

れ
、

各

村

は

そ

の

書

上
帳

を
差

し
出

し

て

い

る

こ

と

が
理

解

さ

れ

る

。
と

こ

ろ

が
、

そ

の
差

し
出

し

か
書

上

帳

の
中

に

は
、

村

中

の
切

り
添

え

新

開

等

が

す

べ

て
報

告

さ

れ

た

も

の

で

は

な

く
、

か

な

り

の
部

分

が
隠

し

田

と

し

て
残

さ

れ

て

い

た

こ
と

が

次

の
資

料

か

ら

わ

か

る

。

村
中
申

し
定

め
の
事

此
度
御
検
地
役
人
小
笠
原
助
四
郎
様
御
越
し
遊

ば
さ
れ
、
御
改
め
成
さ
れ
候
に
付
き
、

原
畑
、
切
添
え
、
新
開
差
し
出
し
候
名
前
誰
が
地
主
に
相
成
り
候
て
も
、
新
高
の
分
。

４
　１
　×
　４
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
か

村
中
大
小
百
姓
余
歩
持
ち
へ
割
合

い
申
す
べ
く
候
。
末
々
に
罷
り
成
り
検
地
請
け
の
名

御
座
候
迪
も
其

の
者
へ
新
高
掛
け
申
す
間
敷
く
侠
、
右
紙
面

の
通
り
少
し
も
相
違
申
す

間
敷
く
候
。
後
日

の
為
相
定
め

の

Ｉ
札
但
っ
て
件
の
如
し

安
永
八
年
亥
六
月
　
　
　
　
　
　
　
　

幸
　

八
　

⑩

7 卵
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甚

兵

衛
⑩

清

耳

郎
⑩

（
以
下
六
八
名
署
名
捺
印
略
）

伊
那
郡
田
畑
村
名
主
　
伝

四

郎
⑩

組
頭

庄
　

内
⑩

″
　

伊
左
衛
門
⑩

百
姓
代

勘

太

夫
⑩

″
　

善
右
衛
門
⑩

（
田
畑
中
屋
文

書
）

こ

れ

は
新

田

検

地

を

受

け

る
に

際

し

て

、

前

以

て
村

中

の
申

し

定

め

を
し

て

い

る

の
で

あ

っ
て

、

内

容

は
差

し

出

し

た
切

り

添

え

、

新

開

の
検

地

を

受

け

、

そ

の

名

請

人

が

誰

で

あ

っ
て

も

、

そ

の
名

請

人

だ
け

で

新

高

の
貢

租

を

負

担

す

る

の
で

な

く

、

余

歩

を

持

つ
百

姓

全

員

に

割

り

当

て

て

負

担

を

す

る

。
そ

れ

は
末

々
ま

で

間

違

い
な

く

実

行

し

て

い
く

と

い
う

申

し

定

め

で

あ

る

。

こ

れ

に

よ

っ
て

切

り

添

え

、

新

開

全

部

が

検

地

を

受

け

た

の
で

は
な

く

、

多

く

の
余

歩

か

お

る
こ

と

を

示

し

て

い
る

。
ま

た

、

次

の
資

料

を

見

よ

う

。

申
し
定
め
一
札

の
事

去
る
亥
年
御
検
地
請
け

の
儀
、
村
中
相
談

の
上
平
均
に
致
し
候
申
し
定
め
に
て
、
御
検

地
請
け
奉
り
候
処
、
今
般
御
検
地
帳
相
渡
り
、
即

ち
当
年
よ
り
御
年
貢
夫
銭
仰
せ
付
け

ら
れ
候
に
つ
き
又
々
村
中
相
談

の
上
申
し
定
め
候
趣
、
小
前
持
分
限
り
歩
／
に
て
壱
反

歩

に
四

畝
の
余
歩
を
加
え
引

き
、
且
つ
新
検
受
け
候
畑
の
親
歩
は
壱
反

歩
に
五
畝
歩
の

余
歩
加
え
引

き
落
し
候
て
、
其

の
余
の
余
歩
へ
新

検
御
検
地

畝
歩
平

均
に
割
合
い
申
す

可

き
旨

一
同

得
心
の
上

、
新

高
取

り
付

け
相
定
め
申
す
所

相
違

こ
れ
無
く
候
。
然

る
上

は
こ

の
儀
に

つ
き
已
来
毛
頭
違
乱

が
間

鋪
き
儀
申

す
間

敷
く
候

。
因

っ
て

後
証

の
為
連

印
致
し
置
き
候
所
件
の
如

し
。

安
永

九
年
子
十
月

孫
　
　

蔵
　

⑩

五
郎
左
衛
門
⑩

伊

左
衛
門
　

⑩

宇
右
衛
門
　

⑩

（
外

九
十
七
名
署
名
捺
印
略
）

（
中

宿
文

書
）

こ

れ

は

、

そ

の
余

歩

の

大

き

さ

が

か

な

り

具

体

化

し

て

い
る

資

料

で

あ

っ
て

、

各

々

の
小

前

百

姓

持

分

面

積

一
反

当

た

り

四

畝

歩

の

余

歩

を
引

き

去

り

残

り

の

余

検地につき「中定一札之事」（ 中宿文書）図3-18

歩
へ
、
新
検
地
を
受
け
た
切
り

添
え
新
開
等
の
土
地
に
つ
い
て

は
そ
の
親
歩
一
反
に
つ
き
五
畝

歩
の
余
歩
を
差
し
引
い
た
余
歩

へ
、
新
検
を
受
け
た
年
貢
を
平

均
に
割
り
当
て
て
負
担
し
よ
う

と
い
う
申
し
定
め
で
あ
る
。
こ

れ
か
ら
考
え
る
と
、
検
地
帳
上

の
田
や
畑
と
実
際
耕
作
し
て
い

る
面
積
と
は
か
な
り
の
差
が
あ

り
、
実
際
の
面
積
は
検
地
帳
の

面
積
の
四
〇
～
五
〇
％
以
上
の

余
歩
（
隠
し
ｍ
畑
）
が
あ

っ
九

こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
帳
簿
は
も
ち
ろ
ん

表
向
き
に
は
公
表
で
き
な
い
裏

文
書
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る

が
、
村
内
の
農
民
自
身
は
お
互
い
に
誰
が
ど
の
程
度
隠
し
田
を
持
っ
て
い
る
か
を

知
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
ど
の
部
分
を
差
し
出
し
検
地
を
受
け
る
か
を
、

事
前
の
年
貢
負
担
の
申
し
定
め
に
よ
っ
て
了
承
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
特
定

の
土
地
だ
け
検
地
を
受
け
て
、
そ
の
貢
租
を
名
請
人
だ
け
で
負
担
す
る
の
で
は
村

j 卯
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内
が
治
ま
ら
な
い
の
が
当
然
で
あ
っ
て
、
隠
し
田
を
保
有
し
よ
う
と
す
る
必
然
の

処
置
と
し
て
の
、
村
中
申
し
定
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

年
貢
の
免
状
は
、
新
田
検
地
を
受
け
た
部
分
の
貢
租
は
後
々
ま
で
、
従
来
か
ら

の
部
分
と
分
け
て
記
載
し
て
く
る
の
で
、
村
で
は
こ
の
新
検
地
部
分
の
貢
租
を
、

余
歩
持
ち
全
体
で
公
平
に
負
担
す
る
よ
う
内
密
の
割
り
付
け
を
し
て
い
る
資
料
が

あ
る
。田

方
内
改
め
余
歩
御
検
地
増
米
割
賦
帳

子
十
月
よ
り
上
納

笹

の
前
清
水
一
下
ノ
下

田

同
所
　
　
　

一
下

ノ
下

田

（
中
　

略
）

沖
川

原
　
　

一
下

ノ
下
田

／
　

七
反

五
畝
拾
九
歩

（
中
　

略
）

笹
ノ
前
清
水
一
下

ノ
下
田

弐
反
六
畝
廿
歩

弐
反

四
畝
弐
歩

廿
七
歩

小
笠
原

氏
割
賦
米

壱
反

五
畝
拾

五
歩

小

笠
原
氏
割
賦
米

勘
太
夫

同

人

同

人

弐
斗

三
升

弐
合

四
勺

伝
四
郎

四
升

六
合
五
勺

（
中
　
略
）

余
歩
惣
／
　
三
町
五
反
八
畝
四
歩

此
の
坪
　
壱
万
七
百
四
拾
四
坪

田
方
増
米
　
壱
石
壱
斗
弐
合
　
此
の
余
歩
へ
割
合

余
歩
十
坪
に
付
き
　
米
壱
合
弐
才
六
也

こ
の
村
で
は
全
体
の
田
方
の
余
歩
が
三
町
五
反
八
畝
四
歩
あ
り
、
安
永
九
年
の

検
地
に
よ
っ
て
田
方
の
年
貢
増
米
が
一
石
一
斗
二
合
と
な
り
、
こ
の
増
来
を
三
町

五
反
八
畝
四
歩
に
割
り
当
て
を
し
、
余
歩
一
〇
歩
に
付
き
米
一
合
二
才
六
の
割
合

で
年
貢
の
負
担
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
反
に
つ
き
三
升
七
合
八
才

の
負
担
で
通
常
の
年
貢
の
一
五
～
二
〇
分
の
一
の
負
担
で
済
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。

以
上

の
よ
う
な
こ
と
は
、
他

の
村
で
も
多

か
れ
少
な

か
れ
存
在
し
た
も
の
と
思

わ
れ
、
検
地
に
対
応
す

る
農
民

の
姿

の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

よ

う

に

思

’つ

Ｏ

岬
　

貢
　
　
　

租
（
農
民
の
負
担
）

１
　

農
民
負
担
の
種
類

農
民
が
江
戸
時
代
に
ど
ん
な
負
担
を
し
て
き
た
か
、
ま
ず
、
領
主
か
ら
渡
さ
れ

る
年
貢

の
皆
済
目
録
（
覚
）
を
掲
げ
よ
う

。

覚

一
高
六
百
四
拾
八
石
弐
斗
四
合
　
　
信
州
伊
那
郡
田
畑
村

此
の
取
り
米
　
百
八
拾
壱
石
九
斗
弐
合

内
六
升
六
合
　
見
取
り
米

此
の
永
　
　
百
三
拾
三
貫
百
七
拾
五
文
七
分

但
し
　
金
壱
両
に
付
き
壱
石
三
斗
六
升
五
合
八
勺
八
才

外

一
米
　
壱
斗
三
升
六
合
八
勺
　
　
　
　
　
　
　
　

小
物
成

代
永
　
百
文
壱
分
　
　
但
し
右
同
値
段

▽
水
　
弐
百
九
拾
八
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
物
成

▽
水
　
八
拾
三
文
　
　
子
よ
り
寅
迄
三
か
年
賦
　
魚
猟
運
上

Ｔ
氷
　
百
弐
拾
五
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
蔵
前
入
用

一
米
　
九
升
六
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
尺
給
米

此

の
永

七
拾
四
文
壱
分
　

但

し
　
皿
心
匹
七
大
大

六
合

八
勺

八
才

一
米
　

三
斗
八
升
九
合

此
の
永
三
百

文

一
米
　

五
石
四

斗
五
升
七
合

Ｉ
　
χ
　

Ｉ
　
χ
　

４
　
４

御

伝

馬

宿

入

用

但

し
　

右

同

値

段

口
　

米

此
の
永
四
貫

六
百
七
拾
五
文
五
分
　

但

し

一
米
　

四
合

金

壱

両

に

付

壱

石

壱

斗

六

ｌ
　
χ
　

１
　
４
　
χ

小

物

成

口

米

き升
七
合
壱
勺

四
才

j 沢
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此
の
永
三
文
四
分

Ｔ
氷
　
八
文
九
分

▽
水
　
百
拾
六
文

六
分

但
し
　

右
同

値
段

納
合
永
　

百

二
拾

八
貫

九
百
五
拾
五
文

八
分

外

一
金
　

弐
両
三
分
永

六
拾

八
文

九
分

（
裏

書

略

）

（
門

屋

文

書

）

山
手
・
野
手
　
こ
れ
は
百
姓
持
林
、
同
草
場
、
入
会
山
野
等
に
課
せ
ら
れ
た
年

貢
で
あ
る
。
元
禄
一
一
年
（
二（
九
八
）
の
林
、
草
場

の
検
地
以
来
山
手
、
野
手

と
し
て
納
入
す
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
、
入
会
山
野
に
対
し
て
も
箕
輪
領
で
は

宝
暦
七
年
（
一
七
五
言

か
ら
山
年
貢
、
野
年
貢
の
納
入
を
仰
せ
付
け
ら

れ
、
一

町
歩
に
一
合
の
割
合
で
年
貢
高
が
定
め
ら
れ
、
入
会
村
々
で
分
担
し
て
納
入
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。

扁
額
代
　
こ
れ
は
脇
坂
淡
路
守
の
領
地
で
あ
っ
た
元
和
三
年
（
一
六
一
言
、
木

下
村
に
朧

匠

衆
が
置
か
れ
た
と
き
に
各
村
と
も
も
ち
の
木
を
差
し
出
す
よ
う
に

命
じ
ら
れ
、
そ
の
後
、
も
ち
の
木
を
切
り
尽
く
し
無
く
な
っ
て
か
ら
は
代
銭
を
納

め
る
よ
う
に
な
り
、
幕
府
領
に
な
っ
て
も
そ
れ
が
受
け
継
が
れ
て
幕
末
ま
で
ず
っ

と
続
い
て
い
る
。

麻
綿
売
り
出
し
　
こ
れ
は
、
天
和
二
年
（
一
六
八
三

板
會
氏
の
私
領
と
な
っ

た
と
き
米
四
斗
に
麻
一
／
、
同
じ
く
四
斗
に
綿
一
〇
〇
匁
の
割
合
で
、
本
牛
耳
の

一
部
を
麻
、
綿
で
納
入
し
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
が
、
後
に
幕
府
領
と
な
っ
て
か

ら
本
年
貢
外
の
小
物
成
と
し
て
貨
幣
で
納
入
す
る
よ
う
に
な
り
、
前
記
資
料
の
小

物
成
永
二
九
八
文
は
鳥
類
代
と
こ
の
麻
綿
売
り
出
し
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
麻
綿
売
り
出
し
は
天
保
の
中
ご
ろ
ま
で
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

樽
木
代
　
こ
れ
は
、
慶
長
年
間
小
笠
原
秀
政
が
箕
輪
領
を
領
地
と
し
た
と
き
箕

輪
領
二
八
か
村
に
樽
木
納
入
を
命
じ
た
の
が
当
地
で
の
始
ま
り
で
、
初
め
は
樽
木

を
納
入
し
て
い
た
が
原
木
が
無
く
な
っ
た
の
で
、
寛
永
一
八
年
（
二（
四
一
）
領

主
脇
坂
氏
に
願
い
出
し
て
樽
木
代
米
を
上
納
し
て
き
た
。
正
保
～
慶
安
二
年

二

六
四
九
）
の
総
検
地
の
結
果
二
三
か
村
け
打
ち
出
し
と
な
っ
て
、
村
高
が
増
加
し

た
の
で
樽
木
代
米
は
免
除
に
な
っ
た
が
、
松
島
村
外
四
か
村
は
村
高
が
減
少
し
た

の
で
樽
木
代
米
は
免
除
に
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
水
村
内
で
は
、
久
保
村
が
そ

れ
に
入
り
、
元
禄
の
中
ご
ろ
ま
で
樽
木
代
米
を
納
め
て
い
る
。

イ
　
ロ
米
・
口
永

抒2

小

物

成

口

永

Ｎ
　４
　χ

包

歩

銀

御
普
請
国
役
金
包
歩
銀
共

右

は
去
る
丑
御

年
貢
其

の
外

納
め
方
書
面

の
通

り
上

納
皆
済
仕

り
候
所
彷

っ
て
件

の
如

し
延
享
三
寅
年

三
月
　
　

信

州
伊

那
郡
田

畑
村
　

名
　

主

組
　

頭

百

姓
代

大
草
太
郎
左
衛
門
様

助

九

郎

彦
　
　

市

庄

左
衛
門

こ

の
資
料
は
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
の
皆
済
目
録
で
あ

る
が

傍
点

で

示
し
た

一
〇
種
類

の
農
民
負
担

の
項
目
が

あ
か

っ
て
い
る
。

①
　
本
　

年
　
貢

こ

れ
は
、
田
平
畑
に
対

す
る
正
租
で

あ
っ
て
、
右

の
皆
済
目
録
で

は
取

り
米
と

し

て
コ
白
八
拾
壱
石
九
斗
弐
合
」
と
し

て
あ
る
。
本

途
物
成
・
取
箇
・
成
箇
等
と
も

い

わ
れ
封
建
社

会
に

お
け

る
領

主
の
収
入

の
大
部
分

を
占

め
て
お
宍

農
民
負
担

の

中

心
部
分

と
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
検

地
請
け
を
し
た
ｍ

や
畑

の
石

高
（
分
米
）

に

対
し
租
率
を
乗

じ
て
算
定

し
、
検
地
帳

の
名

請
人
の
名
儀

で
領

主
に
納
入

さ
れ

る
も

の
で
あ
る
。

㈲
　

雑
　
　
　

税

雑
税
に
は
、
小
物
成
、
高
掛
り
物
及

び
口
米
、
口
永
等
が
あ
る
。

ア
　
小
　

物
　

成
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口
米
は
米
納
の
本
年
貢
、
雑
税
に
付
加

し

て

納
め
る
よ
う
に
な
っ
た

未
で
あ

り
、
口
永
は
金
納
の
小
物
成
永
、
魚
猟
運
上
等
に
付
加
し
て
貨
幣
で
納

め
た
も

の

で
あ
る

。
そ

の
起
源
は
明
ら

か
で
な

い
が

か
な
り
古

く
か
ら
徴
収

さ
れ
て

お
宍

初
め
は
貢
租
徴
収
に
当

た
る
代
官

の
事
務
費
と
し
て
代
官
に
下

付

さ
れ
た
が
、
享

保
以

降
は
本
年
貢
と
同
様
に
公
納
さ
せ

る
よ
う
に
な

っ
た
と

い
わ
れ
る
。
口
米
、
口

永

の
高
に

つ
い
て
は
、
豊
臣
秀
吉
は
一
石
に
米
一
升
と

定

め
、
元
和
二
年
（

コ
（

コ
（

）
に
は
米
一
俵
（
三
斗
五
升
入
り
）
に

つ
き
米

一
升
、

口
永

は

Ｉ
〇
〇
文
に

つ

き
三
文
と
そ

の
課
税
率
が
定

め
ら
れ
た
が
、
当
地
域

の
年
貢
皆
済
目
録
に
記

さ
れ

た
享
保
時
代
以
降

の
口
米

の
量

は
年
貢
米
一
石
に

つ
き
米
三
升

の
割
合
に

な
っ
て

い
る
。ウ

　

高
掛

几

二
役

幕
府
領
に

の
み
課
せ
ら

れ
た

特
殊

の
税

で

あ

っ
て

御
伝
馬
宿
入
用
・
蔵
前
入

用

―
六
尺
給
米

の
三
種
で
、
も
と
も
と
夫
役
で

あ
る
が
遠
距
離
で

あ
る
た
め
未
や

貨
幣
で
納
入

す
る
こ
と
に
な
り
、
村
石
高
に
対
し

て
賦
謀

さ
れ
る
も

の
で
高
掛

り

物
と
総
称

さ
れ
る
。
私
領
に

お
い
て
は
こ
れ
に
類
似

の
税

と
し

て
夫
米
、
夫
永
等

が

あ
町

幕
府
領
、
太
田
知
行
所
と
再
三
支
配
替

え
の
あ
っ
た
南
殿
村

と
北
殿
村

の
上
知
・
久
保
村
・
塩
井
村
で

は
私
領

の
と
き
も
御
伝
馬
宿
入
用
分
、
蔵
前
入
用

分
、

六
尺
給
米
分
と
し

て
徴
収

さ
れ
て
い
る
例
か

お
る
。

御
伝
馬

宿
入
用
　

五
街
道

の
問
屋
、
本
陣

の
給
未
及

び
宿
方
入
用
に
当

て
る
た

め
に
、
村
高
一
〇
〇
石
に

つ
き
六
升

の
割
合
で
徴
収

さ

れ

た
。
寛
永
四
年
（

二
（

二
七
）
こ
ろ
か
ら
徴
収

さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
本
村
内
関
係

で

は
「
都
築
藤

十

郎
様
御
代
官

所
の
節
初
め
て
仰
せ
付
け

ら
れ
儒

て
差

し

出
し

来
た
り
侠
」
　（
中
宿

文
言
）
と
あ
っ
て
、
享
保
六
年

（
一
七
二

こ

こ
ろ
の
年
貢

割
り
付

け
状
か
ら
記
載

さ
れ
始
め
て

い
る
。

蔵
前
入
用
　

浅
草

の
幕
府

の
米
蔵

の
費
用
に
当

て
ら
れ
た
も
の
で
、
元
禄
期

か

ら
村

高
一
〇
〇
石
に

つ
き
、
上
方

で
は
銀
一
五

匁
、
関
東

で
は
永

二
五
〇
文

ず
つ

徴

収

さ

れ

た

が

、

本
村

関

係
村

々

は

全
部

正

徳

の

こ

ろ

か

ら
木

曽

三

宿

の
助

郷

村

で

あ

っ
て

、

村

石

高

か

ら
助

郷

高

を

差

し
引

い
た

残

高
に

対

し

て

課

さ

れ

て

い

る

。六

尺

給

米
　

幕

府

雑

役

夫

の

給
米

に
当

て

ら

れ

た

も

の

で
、

村

高

一
〇

〇

石

に

対

し

二

斗

ず

つ
徴

収

さ

れ

た

が

、

蔵

前

入
用

と
同

様

助

郷

高

を

差

し
引

い

た

残

高

に

課

税

さ

れ

て

い
る

。

エ
　

運

上

・

冥

加

運
　

上
　

商

業

―
工

業

・

漁

業

・

鉱

業

等

の

営
業

者

に

課

す

る
営

業

税

的

な

も

の
で

、

漁

猟

運

上

・

水

車

運

上

・

小

売

運

上

等

が

こ

れ

で

あ

る

。
当

地

で

は
漁

猟

運

上

が

古

く

元

文

（
一
七
三
六
～
四
一
）

の

こ

ろ

か

ら

皆

済

目

録

に

見

え

る

よ

う
に

な

火

そ

の

他

の

運

上

は
江

戸
時

代

末

期

に

急

速

に

そ

の

種

類

が

増
加

し

て

き

て

い
る

。

冥
　

加
　

商

業

・

工

業

な

ど

の

う

ち

特

に
独

占

的

な
免

許

を

与

え

た

り
、

ま

た

は

、

特

殊

の

保

護

な

い
し

利

益

を

与

え

ら

れ

た

営

業

者

が

支

払

う

免

許

手

数
料

的

な

も

の
、

あ

る

い
は

冥

加

に

あ

ず

か

っ
た

謝

礼

的

、

献

金

的

性
質

の

も

の

で

あ

る

が

、

時

代

が

進

む

に

つ
れ

て

次

第

に

租

税

的

性

格

を

持

つ

よ

う

に

な

っ

て

い

る

。

オ
　

そ

の

他

の

雑

税

国

役

金
　

川

除

け

、

河

川

改

修

等

の

普

請

の

費
用

の

負

担

で

あ

っ

て
、

享

保

五

年

（
一
七
二
〇
）
に

国

役

金

賦

課

の
規

則

が

定

め

ら

れ

、

普

請

費
用

が

一

定

額
以

上

に

な

る

と

Ｉ
〇

分

の
一

を

幕

府

が

負

担

し

、

残

り

を
関

係

の

村

々

の
石

高

に

応

じ
七

賦

課

し

た

。

金

額

が

か

な

り

か

さ

む

の
で

数

年

間

の

年

賦

で

徴

収

さ

れ

て

い

る

。
宝

暦

四

年

に

は
大

井

川

筋

の
御

普

請

に

つ

い
て

国

役

金

負

担

の

次

の

よ

う

な

資

料

か

お

る

。

大
井
川
筋
御
普
請
国
役
負
担
廻
状

去
る
丑
年
よ
り
去
る
戌
の
年
迄
大
井
川

通
り
御
普

請
に
付

き
、
右
入
用
駿
河

・
遠
江

。

三
河

・
信

濃
・
甲

斐
郡
内
領

・
伊

勢
・
伊
豆

・
相

模
国
御
領
私
領
寺
社
領

へ
国
役

懸
り

四J
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候
割
合
高
百
石

に
付

き
金
壱
分
、
銀
拾
匁

三
分

ず
つ
相
納

む
可

き
旨
此

の
度
御
書
付
け

出

候
間
其

の
意

を
得
奉

る
可

く
候

（
中
　

略
）

右

高
役
金
御
割
合

納
め
高
銘
々
村
名

の
上

に
相
記

し
挟
間
写
し
取

り
、

五
月
朔
目
よ
り

三
日
迄

の
内
御

役
所
へ
相
納

む
可

く
挟

此
の
廻
状
村

々
下
に
請
印
せ

し
め
割

り
付

け
を

以

て
相

剋
し
、
留

り
村

よ
り
相
返

す
可

く
候

。

亥
四
月

六
日

御
書
付

高
百
石
に
付

き
金
壱
分
銀
拾
匁
三
分

但

し
、
金
壱
両
に
付

き
両

か
え
五
十
九
匁
五
分

一
金
壱
両
三
分
銭

九
百

八
十

七
文
　

但
し
包
歩
銀
共

一
金

弐
両
三
分
銭
五
十

八
文

一
金
壱
／
百
弐
十
五
文

一
金
弐
両
銭
壱
／

六
十
一
文

一
金

弐
両
三
分
銭
百

六
十
四
文

μ　　 μ　　 μ//

飯
島
御
役
所

神
子
柴
村

田
畑
村

南
殿
村

北
殿
村

大
泉
村

（
以
下
略
）

（
中
宿
文
書
）

包
歩
銀
　

幕
府
領

の
村

々
で
年
貢
が
代
金
納

の
揚
合
、
皆
済
目
録

の
末
尾

の
方

に
包
銀
歩
と

い
う
も

の
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
代
官
所
よ
り
幕
府

へ
送

る

金

を
包

む
費
用
と
し

て
徴
収

さ
れ
た
よ
う
で
、
金
一
〇
〇
両
に

つ
き
銀
五
匁

の
割

で
納
入
し

て
い
る
。

③
　

夫
　
　
　

役

夫
役
は
労
役
を
課
さ
れ
る
こ
と
で
あ

っ
て
、
そ

の
主
な

る
も

の
は
助
郷
役
・
伝

馬
役
・
川
除
け
普
請
等
に
お
け
る
百

姓
役
等
で
あ

っ
た
。

ア
　
助
　

郷
　

役

伊
那

の
村

々
は
権
兵
衛
街
道

の
開
さ

く

に

よ

っ
て
、
正
徳
二
年
（
一
七
一
三

か
ら
木
曽
街
道
（
中
山
道
）
の
大
助
郷
村
に
な

っ
た
。
箕
輪
頷

の
村

々
は

木
曽

の

福
島
・
上
松

・
須
原

三
宿
の
大
助
郷
村

と
し
て
助
郷

高
が
定

め
ら
れ
、

そ
れ
に
基

づ

い
て
大

通
行

の
際
に
は
割
り
当
て
ら
れ
た
助
郷

人
足
を
出
さ
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
人
足
に
対
し
て
一
定
の
賃
銭
は
支
給
さ
れ
た
が
農
民

の
負
担
は
大

き
く
、
夫

役
の
最
大
の
も
の
が
こ
の
助

郷
役
で

あ
っ
た
。
（
第
三
節
の
三
、
権
兵
衛
街
道
と
助
郷

参
照
）イ

　

伝
　

馬
　

役

本
村
内
は
伊

那
街
道

（
三
州
街
道
）
が

通

っ
て

い

た
。
脇
往
還
と
し
て
し
だ

い

に
交
通
量
が
増
加
し
、
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
宿
駅

が

定
め

ら
れ
た
。
本
村
内

で
は
春
日
街
道
が
開
通
し
た
慶
長
一
三
年
（

ヱ
（
○
八
）
ご
ろ
大
泉
宿

が

設

け
ら

れ
、
そ

の
後
、
慶
安
二
年
（

二
（

四
九
）
に
大
泉
北
殿
合
宿

と

な

り
、
両

村
で
問

屋
二
軒
、
伝
馬

コ

ー
匹
の
伝
馬
役
を
勤
め
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
明
治
ま
で
続

い
て

い
る
。
宿
駅
の
主
要
な
任
務
は
人
馬

の
継
ぎ
立
て
と
公
用

文
書
の
伝
達
で
あ

っ
て
、
常
時
人
馬
を
用
意
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
そ
の
た
め
宿
駅
に
は

一
定
面
積

の
迪
子
免
等

の
特
権
が
与
え
ら
れ
、
人
足
に
は
御
定
め
の
賃
銭
が
支
給

さ
れ
る
が
そ

の
賃
銭
は
安

か
っ
た
。
時
に
は
常
備
の
人
馬
で
は
不

足
し
近
隣
の
村

々
か
ら
助
役
を
頼
む
こ
と
も
あ

っ
た
。
賃
銭

の
増
額
改
訂
は
宿
駅
の
要
求
に
よ

っ

て
し
ば
し
ば
行

な
わ
れ
て

い
る
が
、
宿
駅
住
民
や
近
隣
農
民

の
負
担
は
小
さ
く
な

か
っ
た
。

ウ
　

川
除
け
普
請
等

の
村
役
負
担

川
除
け
、
用
水
路
等
少
し
ば

か
り

の
普
請
は
自
普
請
と

い
う
こ
と
で
、
村
人
た

ち

の
力

だ
け
で
行

な
っ
た
。
自
普
請
で
手
に
負
え
な

い
所
は
幕
府
や
領
主
が
費
用

を
出
し
て
行
な

っ
た
が
、
こ

の
よ
う
な
場
合
に
古
く
か
ら
村
で
負
担

す

る

人

足

（
村
役
人
足
あ
る
い
は
百
姓
役
と
い
う
）
を
差

し
出

す
よ
う
義

務
づ
け
ら
れ
て

い
た
。

正
徳
年
中
村
役
人
足
の
量
は
高
一
〇
〇
石
に

つ
き

Ｉ
〇
〇
人
と
定
め
ら
れ
て

い
た

が
、

享
保
一
七
年

（
一
右
二
三

に
規
則

が
改

め
ら
れ
、
高
一
〇
〇
石
に

つ
き
村
役

人
足
は
五
〇
人
扶
持
方
人
足
五
〇
人
と
二
段
階
に

し
た
。
（
在
々
御
普
請
定
法
吉

四4
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扶
持
方
人
足
に
は
一
人
一
日
七
合
五
勺
の
扶
持
米
が
支
給
さ
れ
、
正
徳
時
代
よ
り

は
改
善
さ
れ
た
が
、
当
時
の
賃
人
足
が
一
人
一
日
米
一
升
七
合
で
あ
っ
た
こ
と
を

考
え
る
と
扶
持
方
人
足
で
も
村
負
担
は
か
な
り
大
き
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
さ
ら

に
ヽ
川
欠
け
普
請
等
に
は
杭
・
粗
尉
・
藤
蔓
等
の
現
物
資
材
の
村
負
担
が
多
く
ヽ

こ
れ
ら
は
入
会
山
で
採
取
さ
れ
る
に
し
て
も
結
局
は
農
民
の
大
き
な
労
役
負
担
と

な
っ
た
。

㈲
　
村
入
用
央
銭

図3-19　 久保村村入用夫 銭井びに木曽役夫 銭帳

(左 側はその末尾 の部分)

(久保大東文書)

各
村
に
は
、
村
を
運
営
す
る
た
め
の
独
自
の
費
用
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、

村
の
祭
礼
の
費
用
、
村
自
普
請
の
費
用
、
猪
鹿
害
共
同
防
除
費
、
村
方
事
務
費
、

村
役
人
の
手
当
等
、
年
に
よ
っ
て
は
入
会
地
の
出
入
り
や
他
村
と
の
境
出
入
り
等

の
訴
訟
費
用
な
ど
、
年
間
か
な
り
多
く
の
費
用
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
費
用

は
村
夫
銭
と
し
て
村
内
住
民
か
ら
石
高
あ
る
い
は
米
高
等
に
応
じ
て
徴
収
さ
れ
て

い
る
。

２
　
貢
租
の
割
り
付
け

田
　
村
高
と
課
税
高

検

地
に
よ
っ
て
定

め
ら
れ
た
村

高
は
、

そ
の
村

の
生
産
規
模

を
示

す
も

の
で

あ

る
と
同

時
に
、
課
税
の
基
礎
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
新
田

を
開
拓
し

て

検

地
を
受
け
る
と
村

高
に
加

え
ら
れ
る
の
で
、

し
だ
い
に
増
加
し

途
中

で
減
少

す

る
こ
と
は
な
い
が
、
年

々
の
貢

租
を
賦
課

す
る
場
合
に

は
こ
の
村
高

か
ら
い
ろ
い

ろ
の
引

き
高
が
差
し
引

か
れ
る
。
引

き
高
は
、
洪

水
等
に

よ
っ
て
川
欠
け
や
石

砂

入
り
に
な
っ
て
耕

作
で
き
な
い
分

の
石

高
が
主
で
、

こ
れ
を
差
し
引

い
た
残

り
が

実

際
に
耕

作
さ
れ
て
い
る
石

高
で
、

こ
れ
を
毛
付

き
高
（
ま
た
は
有
高
）
と

い
う
。

課
税

の
場
合

は
さ
ら
に

こ
れ
か
ら
御
蔵
敷
分
、
伝
馬
屋
敷
分
、
時
に

は
不
作
引

き

等
が
差

し
引

か
れ
、

残
高
に
課
税

さ
れ
る
。

㈲
　

租
　
　
　

率

石
高
に
対

す
る
年
貢
米

の
比
率
、

す
な
わ
ち
租
率

を
「
免
」
と

い
う

。
免
は
此

の
取

り
五

ツ
三
分

と
か
、
ニ

ツ
五
分
と

い
う
よ
う
に
記
載

さ
れ
て

い
る
。
免
一

ツ

と
は
石
高

一
石
に
対
し
年
貢

が
一
斗
で

あ
る
こ
と
で
、
免
五

ツ
三
分
と
は
石
高
一

石

の
土
地

で
五
斗
三
升

の
本
年
貢

を
納

め
る
こ
と

を
意
味
し

て
い
る
。
総
石
高
に

対

す
る
年
貢

高
の
比
率

を
「
高
免
」
と

い
い
、
毛
付
き
高
に
対

す
る
年
貢
高

の
比

率

を
「
毛
付

き
免
」
と
呼

ん
で

い
る
が
、
年
貢
割

り
付
け

の
場
合

は
村

の
総
石
高

々
総
毛
付

き
高
に

租
率

を
乗

じ
て
年
貢
高

を
算
出

す
る
楊
合

は

少

な

く
、
田

の

上

・
中

・
下
、
畑

の
上

・
中
・
下
・
原
畑
・
屋
敷
・
麻
畑
と

い
っ
た
耕
地

の
品
等

別

に
祖

率
を
定
め
て
年
貢
（
取
米
）
高
を

算
定
し

て
い
る
。
左

に

元
禄

九
年

二

六
九
六
）
久
保
村

の
免

状
の
一
部

を
掲

げ
て
み

よ
う
。

信
州
伊
那
郡
久
保
沢
尻
村
子
年
免
相
定
め
の
事

一
高
八
百
弐
石
八
斗
六
升
弐
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
辻

高
弐
百
八
拾
壱
石
壱
斗
壱
升
六
合
　
　
　
　
　
　
　

田
方

内
高
五
百
弐
拾
壱
石
七
斗
四
升
六
合
　
　
　
　
　
　
　

畑
方

内

上
畑
　
弐
斗
六
升
　
　
　
　
　
ｆ
　
　
　
　
　
　
　

蔵
屋
敷
引
き

抒5
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原
畑
　

弐
石
弐
斗
七
合

上
田
　

六
斗
五
升
五
合

中
田
　

壱
石
三
斗
六
升
七
合

下
田
　

壱
石
五
斗
三
升
四
合

弐
石
弐
斗
八
升
七
合

小
以

↓
弐三

石
五
斗
五
升
六
合

上
田
　

百
拾
五
石
五
斗
八
升
五
合

此

の
取
米
六
拾
七
石
弐
升
五
合

中
田
　

百
拾
壱
石
七
斗
三
升
四
合

此
の
取
米
六
拾
壱
石
四
斗
五
升
四
合

下
田
　

五
拾
石
七
合

此
の
取

米
弐
拾
五
石
五
斗
四
合

上
畑
　

五
拾
五
石
八
斗
四
升
四
合

此

の
取
米
拾
五
石
六
斗
三
升
六
合

中
畑
　

五
拾
壱
石
九
斗
五
升
六
合

此

の
取
米
拾
弐
石
四
斗
六
升
九
合

下
畑
　

四
拾

七
石
六
斗
壱
升
九
合

此

の
取
米
九
石
五
斗
弐
升
四
合

原
畑
　

弐
百
八
拾
壱
石
四
斗
六
升
六
合

此

の
取
米
弐
拾
八
石
壱
斗
四
升
七
合

屋
敷
　

弐
拾

七
石
五
斗
九
升
九
合

此

の
取
米
八
石
八
斗
三
升
弐
合

下
田
　

弐
斗
三
升
四
合

此

の
取
米
壱
斗
八
合

原
畑
　

九
石
七
斗
八
升

此

の
取
米
六
斗
八
升
五
合

（
中
　

略
）

永
砂
入
り
引

き

当
不

作
引

き

同
断

同
断

前

々
永
引
き

当
引
き

但
し
五
ツ
ハ

分

但
し
五
ッ
五
分

但
し
五
ッ

ー
分

但
し
ニ
ッ
ハ

分

但
し
ニ

ッ
四
分

但
し
ニ
ッ
取
り

但
し
壱
ッ
取
り

但
し
三
ッ
二
分

但
し
四
ッ
六
分

但
し
七
分

納
合
　

米
弐
百
五
拾
壱
石

八
合

銭
四
百
五
拾
三
文

右
当
納

め
方
に
候
間
惣
百
姓
立
ち
合

い
割
り
付
け
せ
し
め
、
極
月
十
五
日
限
り
急
度
皆

済

す
可

き
者
也

元

禄
九
年
丙
子
年

十
一
月

廿
八
日

頼
母
図

庄
屋
百
姓
衆
中

（
久

保
大
東
文
書
）

田

々

畑

で
同

じ
品

等

で
も

古

く

か

ら

の
田

畑

に

比

し

新

田

は
租

率

が

低

く
な

っ

て

お

り
、

古

く

か

ら

の
土

地

で

も
川

欠

け
、

石

砂

入

り
等

か

ら

の
起

き
返

り
土

地

は
取

下

げ
免

と

し

て

租

率

を
下

げ

て

い

る

。
元

禄

コ

ー年
（

二
（

九
九
）
か

ら

か
、

幕

府

領

で

は

古

く

か

ら

の
土

地
に

つ

い

て

は
田

の
上

中

下

を

ま

と

め

て

一
律

の
租

率

と

し
、

畑

も
上

中

下

を

ま

と

め

て

一
種

の
租

率

を
定

め

る

と

い

う
簡

便

法

を
と

っ

て

い

る

。

㈲
　

検

見
免

と
定

免

租

率

の
決

定

に

検

見

免

と
定

免

の

二

つ

が

あ

る

。
検

見

免

と

は
年

々

の
作

柄

を

検

見

し

て

決

定

さ

れ

る
免

で

あ

っ

て
、

年

ご

と
に

租

率

を
定

め

る

の

で
年

免

と

も

言

わ

れ

る

。

定
免

は
過

去
何

年

か

の
収

穫

高

と
免

を
基

に

し

て
、

三

年

、

五

年

、

あ

る

い

は

Ｉ
〇

年

間

と

い

う
年

季

を
定

め

て
租

率

を

一
定

に

し

て
課

税

す

る
方

法

で

あ

る

。

検

見

免

は
作

柄

に

応

じ

て
年

貢

高

を
定

め

る

こ

と

が

で
き

る

か
ら

合

理

的

で
、

殊

に

小

百

姓

に

と

っ

て

は
望

ま
し

い
方

法

で

あ

っ

た
と

い
え

る

。
し

か
し

、

領

主

側

に

と

っ

て

は
毎

年

多

大

の

手
数

と
費

用

を
必

要

と

し

、

時

に

は
不

正

が

入

り
込

む
余

地

か

お

り
問

題

点

が

あ

っ

た

。
農

民

は
凶

作

の
場

合

を
考

え

検

見

免

を
望

み

定

免

を
拒

む

考
え

が
多

い

と

い

わ

れ

る

が
、

検

見

免

に

も

、

農

民

側

か
ら

み

て
不

都
合

な
面

も
多

か

っ

た

よ

う

で

あ

る

。
次

の
資

料

は

そ

れ

を
示

し

て

い

る

。

7 ％
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図3-20　 検見坪刈　 その年 の収穫 量を算定するために，一坪 の稲を試し刈 りする（徳川 冪府県治要略）

恐
れ
乍
ら
言
付
け
を
以

て
御
願

い
申
し
上
げ
候

私
共
村
方
の
儀

太
田
慶

治
郎

様
御

上
知
に
相
成
り
去

る
丑
年
よ
り
御
料
所
に
仰
せ
付
け

ら

れ
、
丑
寅
両

年
御
検
見
取

り
に
仰
せ
付
け
ら

れ
御
検
見
請
け
奉
り
候
処
、
両
年
共
殊

の
外
増
し
米
仰
せ
付

け
ら
れ
、
其

の
上
両
年
共
取

り
揚
げ
遅
く
相
成

り
候
に
付
き
、
早

霜
下

り
候
土
地
故
藁
等
腐
リ

ー
向

遣
い
藁
に
相
成

り
申
さ
ず
、
冬
春

の
稼

ぎ
に
差

し
支

え

に
罷
り
成
り
彼
是
百

姓
悉
く
難
儀
仕

り
候

、
御
検
見
取

り
に
御
座
候
て

は
麦
蒔

き
等

も
自
然
と
遅
く
相
成
り
候
故
、
来
年
度
作
出
来
方
宜
し
か
ら
ず
亦
百

姓
不
勝

手
に
罷

り

成

り
候
。
こ
れ
に
依
り
当
春

飯
島

御
役
所
へ
御
定
免
願

い
上
げ
候
処

…
（
中
略
）
・：
何

卒

御
慈
悲
を
以

て
飯
島
御
役
所
へ
書
き
上
げ
候
米

辻
を
以

て
、
当
卯
年
よ

り
御
定
免
仰

せ
付

け
下

し
置

か
れ
族
様

、
大
小
百

姓
一
同
願

い
上

げ
奉

り
候

。

（
中
　

略
）

宝
暦
九
卯
閏
年
七
月
　
　
　
　
　

信

州
伊

那
郡
南

殿
村
　

名

主
　
　

七
左
衛
門

同
　
　
　

組
頭
　
　

惣
　
　

助

同
　
　
　

百

姓
代
　

恒
右
衛
門

同
　
　

郡

北
殿
村
　

名

主
　
　

長

次

郎

同
　
　

組
頭
　

庄

兵

衛

御
代
官
様

（
大
宗
館

文
書
）

こ

れ

は

、

検

見

免

に

よ

り

年
貢

が

高

く

な

っ
た

こ

と

と
、

検

見

の

た

め
稲

の
刈

り

入

れ
が

遅

く

な

り

藁

が
使

い
物

に

な

ら

な

く

な

り

冬
春

の
稼

ぎ

が
思

う

よ

う
に

で

き

な

い
こ

と

、

麦

の

播

き
付

け

が

遅

れ

て

翌

春

の
麦

作

の
収

量

が

減

る

こ

と

な

ど

の

理

由

を

あ

げ

て

、
定

免

に

し

て
欲

し

い
と

願

い
書

を

出

し

て

い
る

の
で

あ

る

。

定

免

は

五

か

年

あ

る

い
は

Ｉ
〇

か
年

と

い

う
年

季

を
定

め

て
、

そ

の
間

租

率

を

一

定

に

し

て

お

く

の

で

領

主

側

に

と

っ
て

は
検

見

の

手

数

と
費

用

が

省

け
、

か

つ

収

入

の

予

定

が

立

つ

か

ら

便
利

で

あ

る

か

ら
、

幕

府

は
定

免

を

奨
励

す

る
方

針

を

示

し

、

幕

府

領

の
村

々
は

享

保

年

中

（
一
七
一
六
二

三
（

）

か

ら

ほ

と

ん

ど
定

免

に

な

っ
た

。

農

民

側

に

と

っ
て

は

少

し

の
不

作

で

は

減
免

し

て

も

ら

え

な

い
不

利

は

j 卯
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図3-21　 定免請（延免）覚（証 文）

（15 か年間の定 免が決定し てい る）

（玉理軒文書）

あ
る
が
、
反
面

で
努
力

を
し

て
収
量

を
高

め
れ

ば
そ
の
分

だ
け
多

く
手

元
に
残

る

こ

と

に

な

り
、

生
産
意

欲
を
高

め

る
こ
と
に

な
っ
た
と
考

え

ら
れ
前
頁

の
資
料

の

よ
う
に
定
免

を
希
望

す

る
村

々
も
多

か
っ
た
。

定
免
決
定
に
当

た
っ

て
は
過

去
数
年
間

の
年

貢
高

を
基
に
し

て
、
村

で
上
納

す
べ
き
年
貢
高

を
示
し

て
定
免
願

が
出

さ

れ

る

。
奉

行

所
に

お

い
て

そ

れ

を
吟

味

し
、

そ

の
意

に
叶

え

ば

許
可

に

な

る

。

許
可

が

お

り

る

と

そ

の
村

か

ら

「
定

免

請
証

文

」

が
御

役

所

へ
差

し
出

さ

れ

る

。

こ

れ

で

定

免

が

決

定

す

る

わ

け

で

あ

る

が

、

こ

の

定
免

請

証

文

の

初

め

の

も

の

に

は

、

定

免
年

季

中

の
風

、

水
、

旱

損

等

の
不

作

の
場

合

に

つ

い
て

次

の

よ

う

な
内

容

が

記

さ

れ

て

い
る

。

○
田
で
は
三
分

（
割
）
以
下

の
損

亡
で
は
減
免

は
な
い
と
承

知
す
る
。
三
分
以
上

の
損

亡
が
確
か
な
と
き
は
破
免
御
検
見
入
り

を
御
願

い
す
る
。

○
畑
に
つ
い
て
は
、
一
国

一
郡

へ
響

く
ほ

ど
の
大
損
亡

で
春
作
秋

作
共
に
皆
無

の
場
合

は
格
別
、
通
例

の
損

亡
で
は
減
免

さ
れ
な
い
こ
と
を
承
知

す
る
。

○
洪
水

等
で
損
地

が
で

き
て
も

、
小
前

の
持

高
の
一
割
以
上

が
損
地

に
な
ら
な
け
れ
ば

減
免

は
な
い
こ

と
を
承
知
す

る
。

こ

の

よ

う
に

、

定

免

の
年

季

内

の
減

免

は
厳

し

い
条

件

が

つ
け

ら

れ

て

い

る

わ

け

て

あ

る

が
、

犬

凶

作

の
時

に

は
当

然

小

前

百

姓

た

ち

の
強

い
要

求

を

ま

と

め

て
、

村

役

人

か

ら
御

役

所

に

破

免

願

が
提

出

さ

れ

る

。
次

に

、

そ

の
破

免

願

の
例

を

み

よ

う

。
恐
れ
乍
ら
書
付

け
を
以
て
願

い
上

げ
候

私
共

村
方
の
儀

、
当

年
陽
気
不
順

に
つ
き
、
殊
に
雨
天
勝

ち
に
て
出
穂

も
後

れ
、

そ
の

上
先

達
て
御
届

け
申
し
上
げ
挟
通

り
実
法

方
悪

敷
く
御
座
候
に
付

き
、
村
方

一
同
破
免

御
検
見
入
り
願

い
奉
り
度
合
旨
申
し
出

挟
得
共

、
情

々
差

し
留

め
置

き
候
処

、
追

々
不

陽
気
に
て
所
々
皆

無
場
所
多

く
迪
も
御
定
免
御

上
納
出
来
兼
ね
候
段
、

一
同
嘆
き
申
し

出
候
に
付

き
、
相
談
の
上
内

見
分
仕

り
候

処
、
冷
水
掛

り
の
楊
所

は
皆
無
多
分
こ

れ
有

り
候
間

、
よ
ん
ど
こ
ろ
な
く
御
定
免
年
季
中
に

は
御
座
候
得
共
破
免
御
検
見
入
り

の
儀

願
い
上
げ
奉

り
候
処
、
再

応
厚

吉
御
利
解

に
て
願

い
書
御
下
げ
に
相
成

り
候
間
、
帰
村

仕
り
年
寄

共
打

ち
寄
り
相
談
仕

り
成

る
べ
く
丈
相
堪

え
さ
せ

た
く
小
前

一
同

へ
御
利
解

の
趣
申
し
聞

か
せ
一
同
屈
伏
仕
り
候
得
共
、
別
け
て
こ

の
両
三
日
不

時
冷

気
等
に
て
稲

景
に
も
寄
り
候
得
共
出
穂
の
ま
ま
一
向

実
入
り
申
さ
ず
、
黒
籾
に

相
成

り
候
分
多
く
其

の
余
今
以

て
出

穂
に
相
成
ら
ざ
る
分

も
こ
れ
有

り
、
不
熟

青
立
ち
等
皆
無
多

く
何
様
に

も
御
定
免
の
通
り
御
上
納
差
し
支
え
挟
間

、
止
む
こ
と
を
得

ず
又

々
御
検
見
入

り
の
儀

願
い
上
げ
奉
り
候
。
何
卒
御
慈
悲
を
以

て
破
免
御
検

見
入

り
御
聞

き
済

ま
し
成

し
下
し

置
か
れ
候
様
幾
重
に
も
願
い
上
げ
奉

り
候
。
以

上

天

保
四
已
年
八
月
　
　
　
　
　
　
　

伊

那
郡
南
殿
村
　
百

姓
代
　

善
　

八
　

⑩

組
　

頭
　

平
右
衛
門

⑩

名
　

主
　
紋

三
郎
　

俳

飯
島
御
役
所

（
大
宗
館
文
書
）

こ

れ

は

、
天

保

四

年

二

八
三
三
）
南

殿

村

か

ら

代

官

所

に

出

さ

れ

た

破

免

願

で

あ

る

が

、
破

免

願

を

提

出

し

て

も

簡

単

に

は

破

免

検

見

入

り

に

は

な

ら

な

い

。
こ

の

例

も

一
度

破
免

願

を
出

し

た

が
願

い
書

が
差

し

戻

さ

れ

て

お

り
、

再

度

の
願

い
書

で

あ

る

こ

と

が

わ

か

る

。

こ

れ

で

も
破

免

に

は

な

ら

な

か

っ

た

よ

う
で

あ

る

。
も

抒8
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し

、

破

免

検

見

入

り

に

な

っ
て

も

検

見

の
結

果

が

損

毛

三

割
以

下

と

い
う

こ

と

に

な

れ
ば

定

免

通

り

の
年

貢

上

納

と

な

る

ば

か

り
で

な

く
、
「

御

吟

味

の

上

何

分

の

越

度

に

も

仰

せ

付

け

ら

る

可

く

候

」

と

い
う

こ

と

に

な

る

の

で

あ

っ
て

、

破

免

と

い

う

こ
と

は
大

変

困

難

な

こ

と

で

あ

っ
た

よ

う

で

あ

る

。

定

免

は
年

季

が

明

け

る

と

検

見

免

に

な

る

が

、

領

主

側

か

ら

次

の

定

免

が

奨

め

ら

れ

る

か
、

村

の
希

望

で

再

び
定

免

願

を

出

し

て

定

免

の

許
可

を

と

る

わ
け

で

あ

る

が
、

定

免

の
切

り
替

え

の

た

び
に

年

貢

の
増

し

米

を

し

な

け

れ

ば

許
可

に

な

ら

な

い

の

が
普

通

で

あ

っ

た

。
す

る
と

、

定

免

を

繰

り

返

す

ご

と

に

年

貢

米

が

多

く

な

っ

て
百

姓

が
困

窮

す

る
と

い
う

こ
と

で

次

の
よ

う

な

願

い
書

が

出

さ

れ

て

い
る

例

か

お

る

。

恐

れ
乍
ら
書
付

け
を
以
て
願

い
上
げ
候
御
事

当
寅
年
年
切

り
に
定
免
年
季
明
け
申
し
候
に

つ
き
、
先
達
て
御
触
れ
渡
し
極
め
ら
れ
畏

み
奉

り
候

。
北
殿
村

の
儀
定
免
年
季
替
わ
り
候
度
に
増
し
米
仰
せ
付
け
ら
れ
候
得
共
、

御
請

け
罷

り
在

り
候
処
、
殊

の
外
米
高
翔
増
し
困
窮
仕
り
候
間
、
御
慈
悲
に
増
し
米
の

儀
御
捨
免
極

め
ら

れ
只
今
迄

の
米
辻
を
以
て
、
定
免
仰
せ
付
け
成
さ
れ
下

し
置
か
れ
候

様
願

い
上

げ
奉

り
候

。
尤
も
増
し
米
仕

り
候
て

は
困
窮

の
百
姓
に
御
座
候
得
ば
翔
続
け

仕

り
難
く
存

じ
奉

り
候
間
、
御
慈
悲
に
幾
重
に
も
只
今
の
通
り

の
米
辻
に
て
定
免
仰
せ

付

け
下
し
置

か
れ
候

わ
ば
有
難
き
仕
合
わ
せ
に
存
じ
奉
る
可

く
候
、
以
上
。

宝
暦

八
寅
年
正
月
　
　

信
州
伊
那
郡
北
殿
村
　

名
　

王ヽ
　
　

弥
兵
衛

組
　

頭
　
　

三
右
衛
門

惣
百
姓
代
　

治
郎
右
衛
門

飯
島
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
人
組
頭
　

又
左
衛
門

御

役
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
以
下

一
七
名
略
）

（
北
殿
区
有
文
書
）

３
　

貢

租

の

徴

収

田
　

免

状

の
交

付

と
個

人
へ

の

割

り

付

け

役

所

で

は

そ

の
年

の

Ｉ
〇

月

か

一

一
月

こ

ろ
、

各

村

の
名

主

を

呼

び
集

め
て

Ｉ

村

一
通

の
徴
税
令
書

と
も

い
う
べ
き
も

の

を

渡

す
。

そ

れ

は
、
「
免
相
定
め

の

事
」
、
あ
る

い
は
「
御
成
箇

割
り
付

け
の
事
」
、
『
年
貢

納
む
べ
き
割
り
付
け

の
事
』

な

ど
と
記

さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
免
状
」
と
言

わ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
名
主
は
帰
村

し

て
免
状

を
総
百
姓
に
示
し
、
他

の
村
役
入
と
相
談
し
て
「
村
中

の
大
小
百
姓
入

り
作

の
者

ま
で
残

ら
ず
立

ち
合

い
高
下
無

く
割
合
し
」
と

い
う
よ
う
に
一
人
一
人

の
納

め
高

を
決

め
、
割
付
帳

を
つ
く
り
そ

れ
に
よ

っ
て
徴
収
す

る
。

こ

の
割
り
付
け

の
適
正

を
期
す

る
た
め
で
あ
ろ
う

。
次

の
よ
う
な
掛
け
札
を
名

主
門
前
に
掲

げ
る
よ
う
に
し

た
資
料

が
残

っ
て
い
る
。

当
卯
御
成
り
箇
懸
け
札

一
田
方
　
取
米
七
拾
弐
石
六
斗
六
升
六
合

一
畑
方
　
取
米
八
拾
六
石
七
斗
三
升
三
合

岩

代
笑

談

い
物
成

金
壱
両
二
付
キ
壱
石
六
斗
弐
升
五
合
六
勺
六
才

図3-22　 南殿村成 り箇掛け札

高
掛
物
　

金
壱
両

二
付
キ
壱
石

五
斗
五
升
六
合
六
勺

六
才

口
　

米
　

金
壱
両

二
付

キ
壱
石

三
斗

七
升
三
合
四
勺

壱
才

右

は
当
卯
御
成
り
箇
並
び
に

石
代
値
段
書
面
の
通
り
相
極

め
条
名
主
門
前

に

掛

け

置

き
、
大
小
百
姓
見
届
け
相
違

な
く
割
り
致
す
べ
き
者
也
。

宝
暦
九
卯
年
十
月

布
施
弥
一
郎
御
役
所

右
村
名
主
組
頭
惣
百
姓

（
門
屋
文
書
）

j卯
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②
　
現

物
納

と
代
金
納

江
戸
時
代
初
期
に
お

い
て
は
本
年
貢
、
小
物
成
と
も
現
物
で
納
入
し
て

い
る
。

時
代

が
進
む
に

つ
れ
て
現
物
納

か
ら
石
代
金
納
へ
と
変

わ
っ
て

い
く
が
、
そ

の
過

程
で
本
質

は
現
物
納
で
個

々
の
農
民

は
現
物

を
出
す
が
、
そ

れ
を
現
地
に

お
い
て

商
人
払

い
等

の
形
で
金
に
替
え

る
方
法
、
三
分

の
一
は
現
物
で
納

め
三
分

の
二
は

代
金
て
納
入

す
る
と

い
う
過
渡
的
形
態

を
経

て
、

幕
府
領
で

は
元
禄

コ

ー年

二

六
九
九
）
代
官
池
田
新
兵
衛

の
時

か
ら
全
額
代
金
納
に

な
っ
た
。
（
実
際
に
は
初
期
に

一
部
現
物
納
が
残
っ
て
い
る
）
太
田
知
行
所
で
は
、

半
分
程
度

の
現
物
納
が
お
そ
く

ま
で
続

い
て
い
る
。

現
物
納

の
場
合

は
納
所
が
遠
隔
地

で
あ
る
場
合
、
そ

の
付
け
送
り

に
労
力
と
費

用

を
多

く
必
要
と
し
農
民

の
苦
労

の
種
で
あ

っ
た
。
代
金
納
は
、
年
貢
と
し
て
納

入

す
べ
き
石
高
と
、
そ

の
石
代
値
段
に
よ

っ
て
示
さ
れ
、
農
民
は
貨
幣
で
納
入
す

る
わ
け
で
、
必

ず
し
も
米

の
販
売
代
金

の
み
で
な

く
雑
穀
販
売
や
出
稼
ぎ
等

の
収

入
金
て
支
払

う
こ
と
も
可
能
で
便
利
で
あ

る
が
、
石
代
値
段
が

い
く
ら
に
決

め
ら

れ
る
か
と

い
う
こ
と
と
、
農
産
物

の
換
金
に
問
題
が
多

か
っ
た

。
高
遠
藩
は
他
領

の
穀
物

の
移
入

を
禁

止
し

て
お
り
、
諏
訪
・
松
本
藩
も
そ

の
上
う
な
政
策
を
と

っ

た
こ
と

が
あ
っ
た
の
で
、
「
惣
じ
て
穀
物
等
は
飯
田

へ
附
け
送
り
払

い
申

し

候

。

道
法
拾
壱
里
程
御
座
候
」
（
享
保
五
年
南
殿
村
明
細
帳
）
と

い
う
よ
う
に
、
主
と
し
て

飯
田
で
売
り

さ
ば

い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ

の
揚
合
、
商
業
活
動
に
不
馴

れ
で
貧
し

い
農
民

は
不
利
な
販
売

を
強

い
ら

れ
た
の
で

は
な

い
だ
ろ
う

か
。

㈲
　

納
入
方
法

納
入
時
期
に

つ
い
て
は
、
幕
府
領
で

は
免
状
に
（
極
月
十
日

又

は
十
五
日
）
已

前
に
急
度
皆
済

す
可
き
者
也
」
と
記
載

さ
れ
て
い
る
揚
合
が
多

い
が
、
実
際

の
納

入
期
限

は
こ
れ
と
違

っ
て
代
金
納

の
場
合
、
初
納

―
二
納

・
三
納

と
い
う
よ
う
に

ご
了

四
回
に
分
け

て
納
入
し
、

そ
の
最
終
時
期

は
翌
年

の
三
～
四
月
に

な
っ
て
い

る
。
元
禄

の
こ
ろ
で
は
翌
年

七
月
麦

の
収
穫

を
待

っ
て
最

後
の
納
入

を
し
た
と

い

図3-23　 慶安４年　 年貢算用目録（玉理軒文書）

江戸時代ごく初期のもので年貢 皆済状 と同様のもの

う
例
も
あ
る
。
太
田
知
行

所
で
は
一
般
に
早
く
九
～

コ

ー月
の
間
に
数
回
に
分

け
て
納
入
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
年
貢

の
納
入
が
終
了
す
る
と
、

御
役
所
か
ら
「
年
貢
皆
済

目
録
」
が
作
ら
れ
、
代
官

等
の
署
名
捺
印
が
行
な
わ

れ
て
村
役
人
に
渡

さ
れ

る
。
村
役
人
は
年
貢
の
領

収
書
と
し
て
大
切
に
保
管

し
た
。
太
田
知
行
所
に
お

い
て
も
だ
い
た
い
同
様
な

方
式
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
納
入
の
具
体
的
な
姿
が
わ
か
る
の
で
寛
保
二
年

二

七
四
二
）
の
一
例
を
掲
げ
る
。

戌
御
年
貢
米
納
方
勘
定
目
録

納
高
七
拾

弐
石

五
斗

九
升
壱
合

口
　
米
　

弐
石
壱
斗

七
升

八
合

本
口

合
七
拾
四
石

七
斗

六
升

九
合

此
の
納

め
方

初
値

段
　
壱
石

弐
斗

六
升

一
、
米
　

八
拾
四
俵

弐
斗

七
升

八
合

此
の
金
廿
六
両

三
分

永
百
三
拾
七
文
四
分

八
厘

此
の
金
弐
両

一
　
九
月
分
　

壱
石
弐
斗
九
升

‐‐‐‐
　
一
米
　
拾

弐
俵
三
斗

六
升

此
の
金
四
両

十
月
分
　

壱
石

弐
斗

七
升

五
合

‐‐‐‐
　
一
米
　

六
俵
壱
斗
五
升

‐‐‐‐
　
　
　
此
の
金

弐
両

十

一
月
分
　

壱
石
弐
斗

六
升

一
米
　

六
俵

壱
斗

弐
升

・
　
納

合
百

八
拾

六
俵
三
斗

六
升

九
合

2 卯
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十
二
月
分
　

同
断

一
、
未
　

三
俵
六
斗

此
の
金
壱
両

一
米
　

七
拾
三
俵
弐
斗
壱
合
　

米
納

４
　

各

時

代

の

貢

租

右

の
通
り
皆
済
也

亥
三
月
　

島
岡
権
太
夫
⑩

南
殿
村
名
主
中

（
井

田
園

文
書
）

田
　

小
笠
原
時
代
の
貢
租

小
笠
原

秀
政
が
飯
田

城
主
と
な
り
、
慶
長
六
年
（

コ
（
○
一
）
代

官
二
木

六
右
衛

門
を
箕
輪
田

中
の
城
に
置

い
て
箕
輪
領
を
治
め
さ
せ
た
。
慶
長

一

七

年
（
一
六
一

二
）
、
代

官
所
を
田
中

城
か
ら
木
下

陣
屋

に
移

し

た

が
、
翌

一
八
年
小

笠
原
秀
政

が
松
本
に
移
る
ま
で
約

コ

ー
年
ほ
ど
箕
輪

領
は
小
笠
原

氏
の
支
配
下
に

あ
っ
た
。

こ
の
こ
ろ
の
貢
租
に
つ
い
て
は

直
接
の
資
料
は
な
い
が
、
慶
長

六
年
（

コ
（
○
一
）

丑
年
春
改
め
と
記

さ
れ
た
伊

奈
郡
検

地
帳
の
写

が
残
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
は
、
村
石

高
と
村
品

等
が
記

さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
に
基

づ
い
て
貢
租

が

徴
収
さ
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
が
、
詳

細
は
不
明

で
あ
る
。

②
　

脇
坂
時
代
の
貢
租

元

和
二
年
（
一
六
二
（
）
、

箕
輪
領

は
飯
田
藩

主
脇
坂
安
元
、
元
和

六
年

か
ら
は

そ

の
子
脇
坂
中
務
少
輔
安
政

の

領
知
す

る
と
こ

ろ
と
な
り
、
寛
文

コ

ー年
（
一
六

七
二
）
、
幕

府
領
と
な
る
ま
で
約
五
六
年
間
、

そ
の
支
配

が
続
い
た
。

こ
の
時
代

の
貢
租
関
係

の
資
料

も
極

め
て
少

な
い
が
、
寛
文

二

一
年
に
幕
府
領

と
な
っ
た
と
き
代

官
天
羽

七
右
衛
門
に
差
し
出
し

た
「
高
辻
指
し
出
し

並
び
に
御

物
成
」

の
控

が
殿
村
・
田
畑
村

の
両
村
分
か
残

っ
て
い
る
。
こ
の
中
に
「
年

々
定

納
の
覚
」

と
し
て
脇

坂
時
代

の
終

わ
り
五

か
年
間

の
年
貢
納
入
状
況

が
記

さ
れ
て

い
る
。
こ
の
時

の
殿
村

の
石

高
は
一
二
五
〇
石

で
川
欠
け
等

の
引
き
高

を
差
し
引

い
た
残
り
の
有

高
は

コ

一
二
一
石

八
斗

八
升
四
勺

で
、
年
貢
高

は
定
免
で
籾
一
五

五
二
俵

二
斗
四
升

九
合
に

な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
実
際

の
納
入
高

は
表
3
1
1
6

の
よ
う
で
あ
る
。

表
3
j
1
6
　脇
坂
時
代
終
わ
り
五
か
年
殿
村
年
貢
納
入
状
況

－　　　　　 －　　　　　 －　　　　　 －　　　　 一
笑 亥　　　　　 石 戌　　　　　 笑 酉　　　　　 冥 申　　　　 兵 未

左　　　　　 き　　　　　 高　　　　　 交　　　　 混
一　　　　　 一　　　　　 －　　　　　 －　　　　 －

年
度

小 九籾　 小 壱外 壱籾　 小 壱外 壱 籾　 小 方外 八籾 分外 り五籾

物 合一　 物 合 二 勺一　 物 勺 一 合一　 物　 に 合一 五に
一合一

成　 五　 成 八二　 二　 成 当八 八五　 成　 三　 五 厘小　 八五
二　　 勺 八　 二　　 引俵 勺 三　　　 〇　 二 ＿物　 勺 四

厘銀　 三 厘銀　 五　 六 厘銀 き弐　 三 厘銀　 俵　 五 と成　 ＿八

六　
俵　 六 検俵　 俵　 六 方斗　 俵　 六　 日　 俵 り　　 但 俵

匁　 弐　 匁 見一　 六　 匁　 六　 四　 匁　 損　 三 も銀　 し 匹1

六　
斗　 六 引斗　 升　 六　 升　 斗　 六　 免　 斗 ち六　 五斗

分　 四　 分 合七　 九　 分　 九　 七　 分　 引　 九 代匁　 斗 八
五　 升　 五 方升　 合　 五　 合　 升　 五　 き　 升 ‾六　 入升

年

貢

納

め

高

一　　　　　　 一　　　　　　 一　　　　　　 一　　　　 一一　　　　　　 一　　　　　　 一　　　　　　 一　　　　　 一
一　　　　　 一　　　　　 一　　　　　 一　　　　 一八　　　　　 一　　　　　 八　　　　　 八　　　　 八

〇　　　　　　 六　　　　　　 三　　　　　　 一　　　　　 七

石　　　　　　 石　　　　　　 石　　　　　　 石　　　　　 石

六　　　　　　 七　　　　　　 四　　　　　　 四　　　　　 二

二　　　　　　 八　　　　　　 八　　　　　　 四　　　　　 四

四　　　　　　 四　　　　　　 五　　　　　　 九　　　　　 二

五　　　　　　 六　　　　　　 九　　　　　　 五　　　　　 九

万万

－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一
ツ　　　　　 ニ　　　　　 三　　　　　 ツ　　　　 三

〇　　　　　　 ツ　　　　　　 ツ　　　　　　 ○　　　　 ツ

四　　　　　　 五　　　　　　 〇　　　　　　 五　　　　 〇

四　　　　　　 三　　　　　　 六　　　　　　 一　　　　 九

九　　　　　　 四　　　　　　 七　　　　　　 五　　　　 七

高

免

計

算

租

率

三　　　　　　 二　　　　　　 三

ツ　　　　　　 ツ　　　　　　 ツ　　　　　　 三　　　　 三
一　　　　　　 五　　　　　　 －　　　　　　 ツ　　　　　 ツ

一　　　　　　 九　　　　　　 三　　　　　　 一　　　　 一
五　　　　　　 三　　　　　　 八　　　　　　 二　　　　 六

毛

付

免

右
表
に
み
る
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
年
貢
高
は
籾
の
俵
数
で
記
さ
れ
て
い
る

の

で
、
こ
れ
を
五
合
摺
と
し
て
玄
米
石
数
に
換
算
し
、
さ
ら
に
高
免
、
毛
付
き
免
を

計
算
し
た
も
の
が
下
欄
の
数
字
で
あ
る
。

ま
ず
、
貢
租
の
種
類
に
つ
い
て
み
る
と
こ
の
資
料
で
は
、
本
年
貢
と
し
て
籾
、

小
物
成
と
し
了
為
稿
代
を
銀
で
納
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
み
で
あ
る
が
、
寛

2 旧
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文

一

三

年
（

コ
（

主

二
）
、

幕

府

代

官

所

へ

箕

輪

領

村

々

連

名

で

出

し

た

浮

役

御

赦

免

を

要

求

し

た

訴

状

に

は

次

の

よ

う

な

記

載

が

あ

る

。

先

の
御
地
頭

脇
坂
中
務
様
御
代

に
樽
木
、
鳥
も
ち
浮
役
と
し
て
仰

せ
っ
け
ら
れ
候
え
共
、

当
所
に
樽
木
、
鳥
も
ち
御
座
無
く
候
に
付
き
　

代
米
に
て
指
し
上
げ
申
し
…
…

同

浮
役
と
し
て
下

綿
、
下

麻
代
米
下

さ
れ
御
取
り
成
さ
れ
候
。

こ

れ

に

よ

る

と

、

浮

役

と

し

て

鳥

も

ち

の

外

に

前

代

に

引

き

続

い
て

樽

木

を

代

米

で

納

め

て

お

り

、

ま

た

、
下

綿

、
下

麻

は
代

米

を

差

し

引

い
て

も

ら

っ
た

が

、

浮

役

と

し

て

納

入

し

て

い
た

こ

と

が

わ

か

る

。

租

率

に

つ

い
て

み

る

と

、

戌

年

の
検

見

引

き

方

の
多

か

っ
た

年

を

除

い
て

田

畑

を
合
わ
せ
た
高
免
で
三
ッ
上

ニ
ッ
九
厘
七
毛
で
、

表3-17　脇坂時代，幕府領時代，板倉時代の租率

高　免 毛 付き免

脇 坂 時 代

(殿 村)

年
1667

1668

1669

1670▲

1671

３ッ097

3,0515

3,067

2,534

3,0449

３ッ160

3,120

3,138

2,593

3,115

幕 府領時代

(北殿柚

1673

1675

3,300

3,470

3,390

3,750

板 倉 時 代

(北殿村)

1682▲

1686

1193

2,658

3,5037

3,n7

3,130

3,879

3,320

毛
付
き
免
は
三
ッ

ー
分
上

ニ
ッ

一
分
六
厘
と

な

っ

て

い

か
　

る
。
こ

れ
を
次
の
幕
府
領

づ
　
及

び
板
倉
領
時
代
と
比
較

皿
　

す

る
た
め
同
一
要
領
至

局

均バ
　
免
毛
付
き
免

を
計
算
し
て

か
　
一
覧
表
に
し

か
も

の
が
表

心
　

３
－
1
7
で

あ
る
。

畑に
　
　

脇
坂
時
代

の
一
六

七
〇

ぐ

年
、
板
倉
時
代

の

二
（

八

二
年
は
凶
作
等

の
特
殊

の

年
で
あ

っ
た
ら
し
く
特
に

租
率
が
低
く
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
両
年
を
例
外
と
し
て
他
を
比
較
す
る
と
、
脇

坂
時
代
は
次
に
続
く
幕
頷
及
び
板
倉
時
代
よ
り
若
干
租
率
は
低
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

な
お
、
「
殿
村
田
畑
高
辻
指
し
出
し
並
び
に
御
物
成
」
の
亥
納
め
の
所
に
は
次

の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

籾
千

五
百
弐
拾
参
俵
弐
斗
四
升
九
合
　
　

但
し
五
斗
入
り

内
籾
百
弐
俵
四
斗
五
升
三
合

七
勺
　

吉

見
弐
拾

八
俵
弐
斗
五
升
三
合
六
勺
に
て
納
入
四
斗

入

り

但

し
籾
壱
升
に
大
豆
壱
升

ず
つ

籾

三
拾
俵

五
斗
三
升

三
勺
　
　
　
　

粟
三

拾
六
俵

六
升
四
合
に
て
納

め
　
五
斗
入

り

但

し
籾
壱
升
に
粟
壱
升
弐
合

ず
つ

籾
拾
七
俵

弐
斗

五
升
　
　
　
　
　
　

稗
三
拾
五
俵
に
て
納

め
　
五
斗
入

り

但

し
籾
壱
升

に
稗
弐
升

ず
つ

籾

拾
俵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

静
炉

拾
弐
俵
に
て
納
め
　
五
斗
入

り

但

し
籾
壱

升
に
蕎
麦
壱
升
弐

合
ず
つ

籾

拾
五
俵
壱
斗
四
升

三
合
　
　
　
　

油
荏

九
俵

八
升

九
合

に
て
納

め
　

五
斗
入

り

但

し
籾
壱
升

に
荏

六
合

ず
つ

籾

拾
壱
俵
四
斗

弐
升

三
合
八
才
　
　

下

麻
拾
四
貫

八
百
弐
匁
に
て

納
め

但

し
籾
壱
升

に
麻
弐
拾
五
匁

ず
つ
外

に
弐
貫

九
百

六

拾

匁
は
割
増
し
分

納

籾
千

弐
百
六
拾
六
俵
四
斗

九
升

七
合
五
勺
　
　
　

納

籾
九
拾
五
俵
壱
斗
　

亥

秋
御
未

進
仕

り
度

と
払

い
申

し
候

へ
共
此

の
内
に
も
残
未

進
只
今

迄
御
座
候
。

外
に
小
物
成

一
銀
六
匁
六
分
五
厘
　
　

鳥
も
ち
代

（
大

宗
館
文
書
）

籾
一
五
二
三
俵
二
斗
四
升
九
合
の
本
年
貢

の
う
ち
一
二
六
六
俵
四
斗
九
升
七
合

五
勺
を
籾
で
納
入
し
、
残
り
の
一
八
七
俵
三
斗
四
升
六
合
余
を
大

兄
・
粟
・
稗
・

蕎
麦
等
の
雑
穀
及
び
油
荏
・
麻
等
の
畑
作
物
で
納
入
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
一

部
を
雑
穀
類
で
納
入
す
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、

延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
、
箕
輪
領

ニ

ー
か
村
か
ら
代
官
所
へ
差
し
出
し
た
安
石

代
の
願

い
書
の
中
に
、
「
元
和
三

二

六
一
七
」
巳
年
脇
坂
淡
路
守
様
御
知
行
所
の
節
、

山
方
は
雑
穀
納
め
、

里
方
は
雑

202
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18　田及び畑の租率（延宝 一元録12）表3

づ 田畑の別･位付ﾂﾞ 。ﾐ>

っ

田 畑

上 田 中田 下田 上 畑 中畑 下畑 原畑

田

畑

村

幕

府

領

延宝１年

//　2

//　3

//　　4

り　５

//　6

//　7

//　　8

ツ
4.8

4.8

4.9

5.2

5.4

5.3

5.1

4.8

ツ
4.3

4.3

4.4

4.7

4.9

4.8

4.6

4.1

ツ
3.8

3.8

3.9

4.2

4.4

4.3

4.1

3.6

ツ
2.4

2.4

2.6

2.7

2.8

2.7

2.4

1.8

ツ
1.9

1.9

2.1

2.2

2.3

2.2

1.9

1.3

ツ
1.4

1.4

1.6

1.7

1.8

1,7

1.5

1.0

ッ分
0.9

0.9

1.1

1.2

1.3

1.2

1.0

0.6

板

倉

領

貞享１

元禄１

／／　５

μ　７

5.4

5.1

5.4

4.9

5.0

4.7

5.0

4.5

4.5

4.2

4.5

4.0

2.1

2.3

2.5

2.1

1.6

1.8

2.0

1.7

1.2

L5

1.7

1.5

0.7

1.1

1.4

1.1

神

子

柴

村

幕

府
領

延宝１年

μ　4

//　8

6.4

6.6

6 ﾊﾟL

5.9

6.1

5.6

5.4

5.6

5.1

3.6

3.9

3.2

2.9

3.2

2.5

2.1

2.4

1.8

1.1

1.4

？

答

領

貞享１

元禄５

6.9

6.9

6.5

6.6

6.0

6.2 3.3 2.6 1.1 0.6

北

殿

村

濤

領

延宝 ３年 5.6 5.1 4.6 3.2 2.4 1.6 O｡9

板
倉
領

天和２

貞享３

元禄８

5.1

5.7

5.3

4.6

5.2

4.6

4.1

4.7

4.2

2.9

3,0

3.0

2.1

2.2

2.2

Ｌ ４

１．４

Ｌ６

1.1

1.1

1.1

久

保

村

幕

府

領

延宝３年

μ　Ｇ

//　7

//　8

6.3

6.8

6.5

6.1

5.8

5,8

6.0

5.6

5.3

4.8

5.5

5.1

3.3

2.9

3.3

2.8

2.8

2.5

2.4

2.3

2.3

2.1

1.5

1.9

1.1

1.4

0.8

板
倉
領

元禄7

//　9

//12

6.0

5.8

6.2

5.7

5.5

5.9

5.3

5.1

5.5

3.0

2.8

？

2.55

2.4

2.4

2.1

2.0

2.12

1.1

1.0

1.412

穀
半
分
米
穀
半
分
納

め
来

た
り
申
し
候
」
と
あ
り
、
外
に
も
同
様

の
意
味
を
記
し

た
資
料
が
多

く
、
こ

の
時
代
に

は
雑
穀

が
か
な
り
年
貢
と
し

て
納
入

さ

れ

て

い

る
。元

禄

コ

ー年
（

二
（
九
九
）
、
箕
輪
領

の
米

の
安
値
段

の
訳

を
述

べ
た

「
指
し
上

げ
申

す
口
上

書
の
事
」
（
『
県
史
資
料
四
巻
』
）

の
中
に

「
中
務
少
輔
様
当
地

一
所

の

知
行
所

の
節

は
、
米
壱
駄

に
つ
き
米

五
升

五
合

宛
駄
賃
下

さ
れ
候
」

と
あ
り
、

宝

暦
五
年
二

七
五
五
）
の
箕
輪
領
安
値
段
に

つ
い
て

の
返
答
書

の
中
に

「
百

四
拾
年

以
前
元
和
元
年

脇
坂
淡

路
守
様
、
同
中

務
少
輔
様
御

父
子
箕
輪
領
迄
御
領
地
遊
ば

各村，年貢割付状及び門屋文書より作成 。

新 田，取 り下げ田畑の分は除 き本 田畑 のみとした。

慶長 検地 に於け る村の品等　神子柴 村　上
{
久保村・殿村　中

田畑村　下

①

②

③

さ
れ
候
節
、
御
家
中
立
二
分
の
一
木
下
村
に
御
住
み
成
さ
れ
候
て
、
御
成
り
米
の

儀
御
家
中
へ
は
村
々
に
て
相
渡
し
、
其
の
余
は
飯
田
へ
御
回
米
遊
ば
さ
れ
候
。
五

里
津
出
し
、
夫
よ
り
飯
田
へ
届
き
候
迄
の
間
米
壱
駄
に
付
き
七
升
余
の
駄
賃
相
掛

り
申
し
候
」
と
あ
っ
て
、
箕
輪
領
の
村
々
は
木
下
在
住
の
家
中
に
納
入
す
る
貢
租

の
外
は
、
飯
田
城
下
ま
で
回
米
と
し
て
付
け
送
り
を
し
た
。
付
け
送
り
の
う
ち
、

五
里
の
津
出
し
は
百
姓
負
担
、
そ
れ
よ
り
飯
田
ま
で
は
米
壱
駄
に
つ
き
五
升
五
合

の
駄
賃
が
支
払
わ
れ
た
が
、
飯
田
ま
で
の
付
け
送
り
の
駄
賃
は
実
際
に
は
一
駄
七

升
余
か
か
り
、
農
民
の
負
担
は
大
き
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

2 ㈲



第３章 村 の近世

こ
の
た
め
で

あ
ろ
う

か
、
「
其
の
後
、

中
務
少
輔
様
、

天
羽

七
右
衛
門
様
、
設

楽
源
右
衛
門
様
、
同
大
郎
兵
衛
様
御
代
官
所

の
節
も
、
雑
穀
米
穀
共
に
商
人
入
札

に

て
御
払

い
遊

ば
さ
れ
候
得
共
、
当
領

の
儀
は
弐
段
に
相
分

か
り
申
し
候
…
…
」

と

あ
り
、
既
に
脇
坂
中
務
少
輔
時
代

か
ら
飯
田
ま
で
付
け
送
り
を
す

る
こ
と
を
止

め
、
商
人
入
札
に
よ

る
売

さ
ば
き
を
始

め
た
よ
う
で
あ

る
。

㈲
　

板
倉
時
代
の
貢
租

箕
輪
領
は
脇
坂
氏
領
知

の
後
一
〇
年
間
ほ
ど
幕
府
領
と
な
り
、

天

和
二
年

二

六
八
二
）
に
再

び
私
領
と
し
て

板
倉
氏

の
領
知
す
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
。

板
倉
氏

も
木
下

に
陣
屋
を
お

い
て
箕
輪
領
を
支
配
し
た
。
こ
の
時
代
の
貢
租
の
種
類
は
免

状
に
は
本
年
貢
と
小
物
成
と
し
て
鳥
も
ち
代
だ
け
で
あ
る
が
、
皆
済
目
録
に
は
本

年
貢
の
一
部
を
綿
・
麻
の
現
物
で
納
入
し
て
お
り
脇
坂
時
代

と
同

様
で
あ
る
。

租
率
に

つ
い
て
、
脇
坂
時
代
幕
府
領
時
代
と
の
平

均
値
の
比
較
は
既
に
示

し
た

の
で
、
田
及

び
畑

の
個
別

の
租
率
を
み
る
と
表
３
－
1
8
の
よ
う
で
あ
る
。

租
率
は
村
に
よ

っ
て

か
な
り

の
差
異
か
お
る
。
こ
れ
は
、
前

々
か
ら
の
村
の
品
等

の
差
に
よ

る
も

の
と
思

わ
れ
る
。
上
田一
の
租
率
を
み
る
と
四
ッ
ハ

分
～
六
ッ
九
分

で
あ
り
、
上
畑
の
そ
れ
は

Ｉ
ツ
ハ

分
土

ニ
ッ
九
分
で
同

じ
品
等
で
も
村
と
年
度
に

よ

っ
て
田
も
畑
も
ニ
ッ
程
度
の
差
か
お
る
。
大
ま
か
に
言
え
ば
上
田

で
は
収
穫
高

の
五
～
七
割
が
、
下
ｍ

で
も
四
～
六
割
が
年
貢
と
し
て
徴
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

租
率
は
非
常
に
高

い
。
畑
で
は
上
畑
で
二
人

二
割
、
下

畑
で

Ｉ
～
二
割
程
度
で
租

率
は
低

い
よ
う
に
み
え
る
が
、
当
時
の
畑
作
の
生
産
力
を
考
え
れ
ば
重

い
負
担
で

あ

っ
た
。

貢
租
内
容
に

つ
い
て
は
「
板
倉
頼
母
様
御
知
行
所
の
節
迄
里
方
村
は
納
米

高
半

分
雑
穀
相
納

め
、
山
方

の
分

け
残

ら
ず
雑
穀
相
納

め
申

し

候

」
（
元
文
五
年
石
代
安

値
に
つ
き
願
書
、
門
屋
文
書
）

と
あ
り
、
元
禄

コ

ー年

幕
府
領
と
な
っ
た
時

に
代

官

所
に
出
し
た
「
大
泉
村
差
出
帳
」
に
、
こ
れ
ま
で
の
貢
租
の
納
入
に
関

し
て
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。

（
領
）
　（
領
）

一
擲

年

貢

納

め

様

の
儀

御

料

私

料

共

品

々

雑

穀

納

め

申

し

候

。

但

し
、

粟

・
蕎

麦

・
稗

庄

屋
納
め
に
仕
リ
、
中
筋
御
米
値
段
に
金
納
差
し
上
げ
申
し
候
。

一
御
年
貢
に
納
め
侠
雑
穀
米
直
し
の
儀

Ｏ
粟
壱
升
は
米
四
合
六
勺
替
え
に
先
規
よ
り
納
め
申
し
候
。

日
蕎
麦
壱
升
は
右
同
断

○
稗
壱
石
は
米
弐
斗
七
升
五
合
替
え
先
規
よ
り
納
め
申
し
候
。

台
納
め
升
の
儀
壱
斗
升
に
て
納
め
来
た
り
申
し
候
。

Ｏ
俵
は
粟
・
蕎
麦
・
稗
五
斗
入
り
に
御
座
候
。

○
大
豆
・
小
豆
四
斗
入
り
に
て
御
座
候
。

（
中
宿
文
書
）

さ
ら
に
、
前
記

の
延
享
二
年

の
願

い
書

の
中
に

「
雑
穀
米
穀
共
に
商
人
入
札
に

て
御

払
い
遊

ば
さ
れ
候
得
共
、
当
領

の
儀

は
弐
段
に
相
分

り
申
し
候

。
其

の
後
板

倉

越
中

守
、
同
頼
母
様
御
知
行
所

の
節

も
先
格

の
通
り
御
引
き
付
け

を
以
て
納

め

来

り
申
し
候
」

と
あ
る
。

以
上

の
資
料

か
ら
板
倉
時
代
も
脇
坂
時
代
と
同
様
に
米
及

び
雑
穀
に
よ

っ
て
年

貢

を
納
入
し

て
お
り
、
領
主
側
か

そ
れ
を
商
人
入
札
に
て
売
り
払

い
金
に
替
え
た

と
思

わ
れ
る
。
特
に
雑
穀
に

つ
い
て
は
個

々
の
農
民

は

庄

屋
（
名
主
）
の
所
へ
納

入
し
、

そ
こ
で

「
百
姓
払

い
」
と

い
う
こ
と
で
農
民
や
商
人
が
買

い
入

れ
、
そ

の

代
金

を
領

主
に
納
入
し
、

そ
の
納
入
代
金

は
米
納
入
石
数
に
米

の
中

筋
値
段
（
平

均
値
段
で
あ
ろ
う
）
を
乗

じ
た
額
に
な

る
よ
う
に
す

る
と

い
う
方
式

を
と

っ

た

と

考
え

ら
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
基
本
的
に
は
現
物
納
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
石

代
金
納
に
近

い
状
態
に
な

っ
て

い
た
と
考
え
て
よ

い
と
思
う
。

ま

た
、
元
禄
三
年

二

六
九
〇
）
の
北
殿
村
の
年
貢

皆
済
目
録
は
次

の

よ

う

に

な
っ
て
い
る
。

覚

一
米
　

三
百
五
拾
三
石
壱
斗

八
升
弐
合
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一
銭
　

三
百
五
拾
三
文

此
の
訳

一
米
弐
石
壱
斗
九
升
九
合

一
米
五
斗
九
升
九
勺

一
米
弐
石
四
斗
八
升
弐
合

一
米
四
拾
三
石
九
斗
九
升
弐
合

一
米
七
石
九
斗
六
升
壱
合

一
米
拾
八
石
八
斗

一
米
拾
石
八
斗
壱
升

一
米
九
石
五
斗
弐
升

年
ぷ

一
米
壱
石
八
斗
八
升

一
米
七
石
五
斗
七
升
三
合
三
勺

一
米
弐
斗
四
升

一
米
弐
斗
八
升
五
合

四
拾
八
俵
か
え

一
米
六
拾

六
石

七
斗
弐
升

此

の
金
　

三
拾
四
両
三
分

庄
屋
給

此

の
綿
弐
百
六
拾
八
文
六
分

此

の
麻
拾
壱
貫
弐
百
八
拾
弐
匁

同
村
新
兵
衛
渡
し

南
殿
金
左
衛
門
渡
し

木
下

酒
屋
平
七
渡
し

木
下
村
宇
右
衛
門
渡
し

同
庄
兵
衛
渡
し

御
飯
米

道
・
橋
九
拾
六
人
分
人
足
扶
持

川
除
け
三
拾
八
人
分

石
取
り
扶
持

金
納

四
拾
七
俵
か
え

一
米
百
八
拾
石
壱
斗

六
升
弐
合
壱
勺
金
納

此

の
金

・
九
拾
五
両
三
分
永

八
拾
五
文

合
米

三
百
五
拾
三
石
壱
斗
八
升
弐
合

銭
　

三
百
五
拾
文

右
は
午
年

の
勘
定
残
ら
ず
請
け
取
り
相
済
み
申
し
候
。
若
し
相
違

の
儀
候
わ
ば
重
ね
て
勘

定
仕
直
し
申
す
可

く
候
以

上
。

未
八
月
五
日
　
　
　
　
　

本
田
銀
左
衛
門

（
千

桐
屋
文
書
）

こ

の
北

殿

村

の

年
貢

皆

済

目

録

を
見

る

と
、

年

貢

米

三

五

三
石

一
斗

余

の

う

ち

自

村

あ

る

い
は

近

村

の
酒

屋
、

商

人

（
有
力
農
民
）
等

五

人

の

者

に

八

三
石

四

斗

五
升
三
合
の
年
貢
米
を
渡
し
て

い
る
。
こ
れ
は
農
民

が
直
接
そ
の
商

人
等
の
所
に

付
け
運
ん
だ
と
思
わ
れ
る
が
米
値
段
の
記

入
の
な
い
と
こ
ろ
か
ら
領
主
と
商
人

等

の
売
買
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
現

物
納
で
あ
る
。

し
か
し
、
六
六
石

七
斗
弐
升
の
年
貢

は
金
一
〇
両

に
四

八
俵
替

え
で
、

｝
八
〇
石

一
斗
六
升
余
が
同

四
七
俵
替
え
で
金
て
納
め
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
両
者
合

わ

せ
て
二
四
六
石

八
斗
八
升
二
合
一
勺
の
年
貢

米
の
代

わ
り
に
金
一
三
〇
両

二
分

と

永
八
五
文
を
納
め
た
わ
け
で
、
総
数
の
ほ
ぼ
七
〇
％

が
代

金
納
で
あ
っ
た
こ
と
に

な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
板
倉
時
代

は
代

金
納
が
か
な
り
進
ん
で
き
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。

㈲
　

幕
府
領
の
貢
租

ア
　
寛
文

コ

ー
年
～
天

翔
元

年

寛
文

コ

ー
年
（
一
六
七
二
）
か

ら

天
和
元
年

（
一
六
八
一
）
ま
で
約

一
〇
年
間
箕

輪
の
地
は
幕
府
領
と
な
り
飯
島
陣
屋

の
代

官
天
羽

七
右
衛
門
、
設
楽
源
右
衛
門
、

同

太
郎
兵
衛

に
よ
っ
て
治

め
ら
れ
た
が
、

こ
の
時
代
に

つ
い
て
は

延
宝
年
代

二

六
七
ご
了

八

こ

の
免

状
、

皆
済
目
録

が
か
な
り
残
っ
て
お
り
、

貢
租

の
内
容

を

知

る
こ
と
が
で

き
る
が
、
脇
坂
時
代

の
税
制

が
お
お
む
ね
踏
襲
さ
れ
て

い
る
。

租
率
に

つ
い
て
は
既
に
表
３
－
1
7
及

び
1
8に
掲
げ

た
が
脇
坂
時
代
に
比
し
全
般

的
に
上
昇
し
、
特
に
延
宝
四
～
六
年

の
租
率
が
高
く
な

っ
て
お
り
貢

租
の
増
徴
か

明
瞭
で
あ

る
。

貢

租
の
納
め
方
に

つ
い
て
は
「
天

羽
七
右
衛
門

様
、
設
楽
源
右

衛
門

様
、
同

太

郎
兵
衛
様

の
節
も
雑
穀
、
米
穀
共
に
商
人
入
札
に
て
御
払

い
遊
ば
さ
れ
候
」
（
前
掲

延
享
二
年
願
い
書
）
と
あ

っ
て
、
米
及

び
雑
穀
を
現
物
で
納
入
し
、
代

官
所
が
商

人

入
札

と
い
う
形

で
換

金
を
し

て
い
る
。

ま
た
、
「
天
羽
七
右
衛
門
様
、

設
楽
源
右

衛
門
様
御
代

官
所
の
節
は
百

姓
持

高
半
分
商
人
落
札
に

金
壱
両
に
付

き
御
米

壱
升

高

の
積

り
に

て
明

九
月
切

り
に
御

延
借
に
成

さ
れ
下

さ
れ

候
」
（
元
禄
一
二
年
大
泉

村
明
細
帳
、
中
宿
文
書
）
と
あ
っ
て
、
貢
租
額

の
半
分

は
百

姓
が
拝
借

す
る
と

い
う
形

2 邸



各年度「免伏」より作成（千桐屋文書より）

小　　 物　　成　
ｌ　

高　掛　三　役

石

0.1765

0.1765

0.1765

0.1765

0.:L

0.1

0.457

0.683

0.683

0.683

0.683

0.683

0.627

0.629

O｡683

0.683

0.683

0.683

0.683

0.683

0.683

0.683

0.683

永　:
376

376

376

376

376

376

376

376

376

376

376

376

376

376

376

376

376

376

376

376

３
　

３
　

３
　

３
　

４

９
　

９
　

」ｎ
　

」
Ｑ
　

Ｑ

３
　

Ｑ
Ｊ
　

３
　

３
　

く、ｊ

４
　

４
　

４

８
　

８
　

８

84

84

84

４
　

４
　

４
　

４

８
　

８
　

８
　

８

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

石

O｡201

永　 文
255.

225.2

276.8

276.8

６

）

７
　

７
　

７
　

６
.

り
乙
　

ｎ
乙
　

７
　

６

N
　

Ｎ
　

Ｎ
　

９

366.6

366.6

366.6

365.3

270.7

272.9

1188.5

1220.3

1139.8

366.6

366.6

273.:L

257.6

141.8

1149.5

1149.8

０
　

０
　

０

0.221

0.221

０
　

０
　

０
　

０

O｡29

0.21

0.21

0.21

0.951

0.976

0.912

0.29

0.21

0.20

1.134

0.976

0.920

石
0.

0.591

0.591

0.591

0.59

0.59

0.59

0.59

0.59

0.61

０
　

０

0｡44

0.91

0.45

0.46

0.4 〔〕

O｡418

0.331

0.617

0.617

0.460

0,434

0.458

0.394

1.371

附 加 税

口米 川 永

石
5.460

6.475

7.312

6.355

永
13.

13.

7.

16.

16.

16.

永
｣
Ｑ
　
｣

ｎ
　

９
　

９

７
　

７
　

８
　

８

85

85

５
　

５
　

５
　

５
　

５
　

５
　

５
　

５
　

５
　

５
　

５
　

８
　

５
　

５
　

５
　

５
　

５
　

ｒ
Ｄ

８
　

８
　

８
　

８
　

８
　

８
　

８
　

８
　

８
　

８
　

８
　

５
　

８
　

８
　

８
　

８
　

８
　

８

運 上 冥 加

７
　

７

」ｒ
）
　

」ｒ
）

永

57.6

57.6

酒 １

永
240

360

360

360

０
　

０

ｇ

）
　

６

３
　

３

360

第３章 村 の̂ 近 世

米

-

[.479

０
　

８
　

１
　

３

Ｑ
　

」ｒ
）
　

９
　

９

３
　

ａ

ｕ
　

４
　

７

7185

7025

0629

218.0855

194,804

199.842

220.445

157.438

175.820

185.939

155.168

.561

.955

.751

.064

88.652

15.860

32.813

３
　

３
　

３
　

３

ｊ

１
　
９
'

９
　

９
　

」Ｑ

金

一
銭
３

銭
３
　

３
　

３

353

1
分と
永210

一
　
　

４
　
　

一
　
　

一

〇
　

〇
　

〇
　

〇
　

９
　

９

６
　

６
　

９
　

９
　

１
　

１

４
　

４
　

７
　

７
　

８
　

８

永

822.

822.

822.6

912.2

912.2

912.2

912.2

910.9

816.3

818.5

／
1 734. 1

／
1 765.9

／
1 853. 4

680.

572.

478.

520.

／
1 681.

／
1 503.

／
1 434

免

定
　

″

か

//

//

検

定

//

μ

μ

検

定

μ

//

μ

//

検

／
　
　

／

定
　

μ

／
　
　

／

2 ㈲



第２節 村　の　姿

年 号 （西 暦 ）

延 宝1(1673)

μ　３(1675)

天 和2(1682)

貞 享3(1686)

元 禄8(1693)

享 保3(1718)

μ　8(U23)

//13(1728)

元 文3(1738)

寛 保2(1742)

延 享4(1747)

寛 延3(1750)

明和6(1769)

安 永3(1774)

μ　8(1779)

天 明3(1783)

//　6(1786)

寛政5(1793)

享 和3(1803)

文 化6(1809)

//12(1815)

文政3(1820)

//11(1828)

天 保5(1834)

μ　8(1837)

//14(1843)

嘉 永7(1854)

安 政4(1857)

万 延 元(1860)

文 久3(1863)

慶 応2(1866)

明治 元(1868)

加7

村 石 高

石
974,0503

μ

974,522

μ

1045,022
のみとなる
983,272

//

984,615

／
　
　

／

／
　
　

／

993,240

993,330

//

//

1029,149

μ

／
　
　

／
　
　

／
　
　

／
　
　

／
　
　

／
　
　

／
　
　

／
　
　

／
　
　

／

／
　
　

／
　
　

／
　
　

／
　
　

／
　
　

／
　
　

／
　
　

／
　
　

／
　
　

／

1029,959

／
　
　

／
　
　

／
　
　

／

／
　
　

／
　
　

／
　
　

／

毛付高(有高)

石
947,0403

900,519

834,055

880,208

980,0025

873,562
霜害
675.859

864,566

678,264

752,524

841,415

722,325

770,041

771，391

760,796

760,796

847,838

829,663

732,872

758,935

754,4319

667,682

685,2722

613,961

ツ
5.

5.

本

中田

ツ
5.2

5.1

4.6

5.2

恚６

下 田

ツ
4.7

4.6

4.1

4 ／7

4.2
7 ゝ 　 　 　 　 　 　 〆

-

ツ

4.5

4.5

5.1

5.1

5.1

5.11

5.48

5.66

4.525

5.62

5.789

4.157･

4.157

4.157

4.157

4.157

4.157

4.157

4.157

1

4.157

4.157

3.22

4.759

表3-19　 北殿村の貢租の変遷（1673 ～1868 ）

免　 （租 利

ｴ畑1ｻ畑ﾚ 畑|聡|

ツ
3
.

3｡

2｡

3.

3 ，

2 バ1

2 パL

2.2

2.2

ツ

1.

1.

１
　

１
　

１

~

2｡

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

４３
　

５
　

５
　

５
　

５
　

ｒ
Ｏ

｣ｒ

）
　

」ｏ
　

」
r）

｣ｒ
）
　

」ｒ
）

３８

５
　

５
　

５
　

５
　

５
　

５
　

８
　

５
　

５
　

５
　

５
　

［
Ｄ

ツ
3
.
　
3
.

―
－

２
　
　
　
　

５
　

５
　

５
　
　
　
　

５
　

５
　

５
　
　
　
　

６
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

５
　

５
　

５
　

５
　

５
　

５
　

５
　

５
　

０
　

５
　

５
　

ｒ
Ｄ

ツ
ー
　

９
　

８
　

１
　

１
　

０
　

９
　

２
　

２
　

２
　

２
　
　
　
　

２
　

２
　

２
　
　
　
　

９
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２
　

２
　

２
　

２
　

２
　

２
　

２
　

２
　

３
　

２
　

２
　

ｎ
乙

L
　
0
.
　
0
.
　

Ｌ
　

Ｌ
　

Ｌ
　

０
.
　

Ｌ
　

Ｌ
　

Ｌ
　

Ｌ
　
　
　

Ｌ
　

Ｌ
　

Ｌ
　
　
　

Ｌ
　
　
　
　
　
　
　

Ｌ
　

Ｌ
　

Ｌ
　

Ｌ
　

Ｌ

水

－
－

Ｌ
　

Ｌ
　

Ｌ
　

Ｌ
　

Ｌ
　

Ｌ

３
　

３

３

３

３

(取下田畑新 田の免 はこ れより低い…省略)

１

１
　

１

１

１

本　途

(本年貢)

石
321,479

338,380

261,658

341,441

325,743

252,209

227,214

280,078

181,843

215,828

247,049

243,725

211,249

218,622

216,634

193,427

198,249

218.852

213,239

155,845

174,464

184,632

153,181

151,484

142,969

190,458

200,471

175,129

169,961

186,377

113,807

130,839

本 途
一有 高

×100

33

37

31

38

33.

28.

33.

32.

26.

28.

29.

29.

28.

28.

％
９

５

３

２

６

25.4

26.06

25.8

25.7

21.26

22.98

24.47

22

23.51

22.3･

22.8

23.2 ，

22.7

23.5

24.3

19.2

21,3



３章 村 の近 世第

で
百
姓

が
自
由
に
処
分
し
、
そ

の
代
金

を
商
人
入
札
金
額
に
一
両
に

つ
き

Ｉ
升
高

の
割
合
で
、
翌
年
九
月

ま
で
に
納
入
す

る
と

い
う
処
置

が
と
ら

れ
て
お
り
、
こ

れ

に
関
連
し

た
延
宝
九
年
（

二
（

八
一
）
の
「
拝
借
仕
り
候
御
米

の
事
」
宇

桐
屋
文
言

と

い
う
資
料
も
残

っ
て

い
る
。

イ
　

元
禄

コ

一
年
以

降

元
禄

コ

ー年
（
一
六
九
九
）
箕

輪

頷

の
村

々
は
幕
府
頷
と
太
田
知
行
所
に
分

か

れ
て
支
配

を
受
け

た
が
、

一
方

の
幕
府
頷
（
松
本
藩
預
か
り
も
含
む
）
の
貢
租

の
姿

は
次

の
よ
う
で

あ
る
。

図
　

貢
租

の
種
類
の
増
加

延
宝
元
年
（
一
六
言

二
）
か
ら
明
治
に
至
る
ま
で
北
殿
村

の
免
状
及

び

皆

済

目

録
が
多
く
保
存
さ
れ
て

い
る

。
こ

の
免
状

の
う
ち
適
当
な
年
度
を
選
び
一
覧
表
に

し

た
も

の
が
表
３
－
1
9
で
あ

っ
て
、
幕
府
頷
下

の
貢

租
の
実
態

が
よ
く

わ
か
る
。

表
３
－
1
9
で

わ
か
る
よ
う
に
幕
府
頷
下

の
税
制
の
著
し

い
変
化
は
雑
税
の
種
類

の
増
加
で
あ

る
。
雑
税
に

つ
い
て
は
先
に
幕
府
頷
に
な

っ
た
際
の
寛

文

コ

二
年

（

二
（

七
三
）
の
正
月
に
、

代
官
所
に
対
し
て
箕
輪
頷

の
村

々
一
八

か
村
が
連
印
し

て
脇
坂
時
代
に
納

め
て

い
た
樽
木
代
、
鳥
も
ち
代
、
下

綿
下

麻
等
の
浮
き
役
を
廃

止
す
る
よ

う
赦
免
訴
訟

を
起
こ
し

て
い
る
が
、
樽
木
代
を
除

い
て
こ

の
時
代
も
引

き
続
き
小
物
成

と
し

て
徴
収

さ
れ
た
ば
か
り

か
、
新

た
に
雑
税

が
次

々
と
徴
収

さ

れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
ま
ず
、
小
物
成

と
し

て
林
草
揚
年
貢

が
元
禄

一
　一

年

か

ら
、
入

会
地

の
山
手
、
野

手
が
宝
暦

八
年

二

七
五
八
）
か
ら
徴
収

さ
れ
始

め
、
麻

綿

は
板
倉
時
代

ま
で
本
年
貢

の
一
部

の
米

の
代

わ
り
と
し

て
出
し

た
も

の
が
、
幕

府
頷
に

な
っ
て
か
ら
は
本
年
貢
外

の
小
物
成
と
し

て
貨
幣
で
納

め
る
よ
う
に
な

っ

て
い
る
。
ま
た
、
蔵
米
入
用

・
六
尺
給
米
、
伝
馬
宿
入
用

の
高
掛
几

二
役

が
元
禄
～

享
保
の
時
期

か
ら
、
運
上

と
し

て
は
元
文

の

こ

ろ

か

ら

漁
猟
運
上

が

始

ま
っ

た
。
江
戸
時
代

後
期
に

な

る

と

各
種

の
運
上
や
冥
加

が
徴
収

さ
れ
る
よ
う
に

な

宍

さ
ら
に
皆
済
目
録

を
み

る
と
こ
れ
ら
の
雑
税

の
外
に
国
役
金

が
課

さ
れ
る
年

が
か
な
り

あ
宍

包
歩
銀
は
享
保

の
時
代

か
ら
毎
年
徴
収
さ
れ
て

い
る
。

岡
　

租
　
　
　

率

本
年
貢

の
租
率
は
こ
れ
ま
で
上
田
・
中
田
・
下
田

・
上
畑
・
中
畑
・
下

畑
・
原

畑
と

い
う
土
地

の
品
等
に
従

っ
て
租
率

が
定

め
ら

れ
た
が
、
こ

の
幕
府
領

の
時
代

か
ら

の
免
状
を
見

る
と
、
新
田
と

か
起
き
返
り
地

の
取
下
げ
免
は
別
と
し
て
、
従

来

か
ら

の
土
地
を
本
免
と
し
、
田

は
上
中
下

の
区
別
な
し
の
一
種

の
免
、
畑
も
上

中
下
区
別
な
し

の
免
と
原
畑

の
免
と

の
二
種
に
ま
と

め
て

い
る
。

租
率

の
高
さ
は
表
３
－
1
9
の
田

に

つ
い
て
み
る
と
寛
政

の
こ

ろ
ま
で
次
第
に
上

昇
し
、
文
化

の
こ

ろ
か
ら
は
四

ツ

ー
分
五
七
と
下

が
り
幕
末

ま
で
一
定
で

あ
り
、

畑

は
特
殊

の
年

を
除

い
て
ニ

ツ
五
分
で
変
化
が
な

い
。
さ
ら
に
、
各
年
度

の
毛
付

立

局（
有
高
）
を
求

め
毛
付
き
高
に
対

す
る
本
年
貢

の
割
合
（
毛
付
き
免
）
を
求

め
て

グ
ラ
フ
に
し

た
も

の
が
図
3
1
2
4
で
あ

る
。
表
3
j
1
9
及

び
図
３
－
2
4
に
よ

っ
て

み
る
と
、
毛
付
き
免
は
延
宝

か
士

旱
保

の
中
ご
ろ
ま
で
は
相
当
に
高
く
三

ツ
以
上

で
最
高
三

ツ
ハ

分
七
厘
九
毛
（
神
子
柴
村
で
は
四
ツ
三
四
）
と
な

っ
て

い
る

。
そ
れ
以

後

は
漸
減
傾
向
で
幕
末
で
は
ニ

ツ

三

分
（
神
子
柴
村
で
は
ニ
ツ
七
分
ほ
ど
）
程
度

ま

で
下

っ
て
き
て

お
り
、
本
途
石
高
も
三
〇
〇
石
余

か
ら
一
五
〇
～
六
〇
石
程
度

ま

で
と
半
減
し

て
い
る
。
こ

れ
は
北
殿
村
が
川
欠
け
等
に
に
よ

る
引
き
高
が
多

く
、

起
き
返
り
地

の
取
下

げ
免

が
多

く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
新
田

の
高
入

れ
に
よ

る
低

い
免
の
土

地
の
増
加

が
そ
の
原
因

で
あ
る
う
と
考
え

ら
れ
る
。
毛
付
き
免

が
漸
減

し
て
き
た
の
は
決
し
て
幕
府

が
税

の
軽

減
を
意
図

し
て
生
ま
れ
た
も

の
で

は
な

い

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
毛
付

き
高

か
ら
本
途
高

を
差
し
引

い
た
農
民

の
手
元
に
残

る
石

高
を
み

れ
ば
そ
の
こ
と
は
理
解

で
き
よ
う
。
農
民

の
手
元
に
残

る
石
高
は
常

に
五
〇
〇

～
六
〇
〇
石

程
度

で
、

む
し

ろ
多
少

減
少
気
味
で

あ
る
か
ら
で
あ

る
。

こ
の
保
有

高
は
村

が
存
続
す
る
た
め
の
最
低
限

の
額
で

あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

神
子
柴
村

の
場
合

を
み

る
と
、
毛
付

き
免

は
享
保

の
こ

ろ
ま
で
比
較
的
高

く
三

ツ
ハ

分
く
ら
い
で
最

高
四

ツ
三
分
四
厘
に
達
し

て
い
る
が
、
そ

の
後
は
し

だ
い
に
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第２節 村　の　姿

低
下
し
宝
暦
以
後
は
三
ッ
以
下
に
な
っ
て
お
り
、
毛
付
き
高
か
ら
本
途
高
を
差
し

引
い
た
残
り
の
農
民
の
手
元
に
残
る
量
は
幕
末
に
な
る
ま
で
は
か
な
り
増
加
の
傾

向
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
租
率
の
状
態
は
村
に
よ
っ
て
か
な
り
の
差
異
が
認

め
ら

れ
る

七
〇

六
〇

一

八
五
〇

四
〇

三
〇

二
〇

一
〇

一
八
〇
〇

九
〇

八
〇

七
〇

古料上 知分離

/＼
∀

Λ

ぐ

40

35

▽ ヽ､、

０
　

５
　
　

０
　
　

５
　

０

３
　

２
　
　

２
　
　

－
　

－

六
〇

一
七

五
〇

四
〇

三
〇

二
〇

｛

○

一
七
〇
〇

九
〇

二
（

八
〇

年

度

各 年度免状 より作成北 殿村の貢 租の変遷（1673 ～1868 ）24図3

が
、
元
禄
コ

ー年
幕
府
領
に
な
っ
て
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
の
貢
租
の
増
徴
は
山
方

の
村
々
に
厳
し
か
っ
た
よ
う
で
、
次
の
よ
う
な
資
料
が
残
っ
て
い
る
。

恐
れ
乍
ら
書
付
け
を
以
て
願

い
奉
り
候
事

信
州
伊

那
郡
箕
輪

領
村
々
御
年
貢
米

の
儀

、
近
年
御
取
箇
段

々
御
高
免
に
罷
り
成
り
村
々

百
姓
困
窮
仕
り
候
。
こ
れ
に
依
り
御
支
配
の
御
代
官

様
へ
年
々
御

訴
訟
仕
り
候
得
共
相

叶

わ
ず
、
年
増
し
の
様
御
取
箇
増
し
迷
惑
仕
り
候
。
然
る
処
今
度
当

国
を
も
御

巡
見
遊

ば
さ

れ
候
に
付

き
恐

れ
乍
ら
右
の
段
御
訴
訟

申
し
上

げ
願

い
上

げ
奉

り
度

く
、
則

ち
元
禄
十
三

辰

年
よ
り
丑
迄

拾
か
年
御
免
定
の
面
米

価
増
減
相
改
め
書
付

け
指

し
上

げ
申

し
催

。

高
谷
太
兵
衛
代
官
所

信
州
伊

那
郡
箕
輪

の
内

大
泉
村
　
　
　

同
新
田

大
萱
村
　
　
　

上
戸
村

中
条
村
　
　
　

与
地
村

羽
広
村

辰
年
分
右
七
か
村
納
米

の
寄
せ

一
米
百
弐
拾
六
石
四
斗
三
升
弐
合

已
年

一
米
百
拾
四
石
弐
斗
八
升

午
年

一
米
百
四
拾
弐
石
五
斗
四
升
八
合

未
年

一
米
百
五
拾
三
石
三
斗
三
升
七
合

一申
米年
百
八
拾
弐
石
壱
斗
六
升
弐
合

酉
年

一
米
百
八
拾
三
石
四
升
七
合

米辰
拾 よ
弐 り
石減

米 已
弐よ
拾り

米午
拾 よ
石 り

リ
申
寸
分

壱
斗
五
升
弐
合

増
し
申
す
分

八
石
弐
斗
六
升
八
合

増
し
申
す
分

七
斗
八
升
九
合

末
よ
り
増
し
申
す
分

米
弐
拾
八
石
八
斗
弐
升

五
合

申
よ
り
増

し
申

寸
分

米
八
斗
八
升
五
合

５　 １

％

戌
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

酉
よ
り
増

し
申

寸
分

一
末
弐
百
弐
拾
三
石
三
斗
三
升
三
合
　

米
四
拾
石
弐
斗

八
升

六
合

亥

年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戌
よ
り
減
り
申

す
分

一
米
弐
百
九
石
七
升

三
合
　
　
　
　
　

米

拾
四
石

弐
斗

六
升

子
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

亥
よ

り
増
し
申
す
分

一
米
弐
百
四

拾
三
石

八
斗
四
升

八
合
　

米

三
拾
四
石

七
斗

七
升

五
合

2 卯



村 の 近 世第 ３章

丑
年

一
米
弐

右
七
か

子
よ
り
減
り
申
す
分

百
弐
拾
九
石
九
斗
五
升
三
合
　

米
拾
三
石
五
斗
八
升

五
合

村
拾
か
年
分
御
年
貢
米
辰

年
よ
り
去
る
丑
年
迄

の
内
相
増
し
申
す
に
付
き
段
々
困

窮
仕
り
候
。
右
増
減
の
分
相
改
め
此

の
如
く
書
き
上
げ
候
通
り
相
違
御
座
無
く
候
。

一
御
小
物
成
の
内

綿
麻
売
出
し
、
御

鳥
猫
代

此
の
三
晶

は
先
御
代

と
御
私
領

の
節
相
納

め

申
し
候
。
御
料
所
に
成
り
御

六
尺
給
米
・
御
蔵
前
入
用
・
御
餅
米
代
・
宿
場
入
用
・
御
金

改

め
賃
・
此

の
五
晶

の
儀
者
何
方
に
て
も
御
料
所

の
村

々
よ

り
相
納

め
申

し
上
口
　

近
年

の
御
高
免
猶
以
て
難
儀
に
罷
り
成
り

弥
々
困
窮
仕

り
侯
に
付

き
、
恐

れ
乍

ら
御
訴
訟
申
し

上
げ
候
御
事

右

の
段

々
恐
れ
乍
ら
聞
こ
し
召
し
分

け
な
さ
れ
、
百
姓
御
救

い
の
御
慈
悲

と
思

し
召
し
成

さ

れ
願

い
の
通
り
仰
せ
付
け
下
し
置

か
れ
侠

わ
ば
有
難

き
仕
合

わ
せ
に
存

じ

奉

り

候

以

上

。宝
永

七
寅
年
六
月

御
巡

見
様

大

泉

村
　

小

兵

衛

同

新

田
　

清

兵

衛

（
外

五

加
村

略
）

（
中

宿

文
書

）

こ
れ
は
、
大

泉
村

等
山
方
七
か
村
が
元

禄
一
三
年

二

七
〇
〇
）
よ
り

Ｉ
〇

か
年

分
の
七
か
村

年
貢

高
の
合
計
額
を
書
き
上

げ
、
年
々
増
大

す
る
状
態
を
示
し
、
代

官
所
へ
年
々
訴
え
て

い
る
が
叶
わ
な

い
の
で
巡
見
使
に
減
免
を
訴
え
た
も
の
で
あ

る
。
辰
半

に

二
一
六
石
四
斗
ほ
ど
で
あ

っ
た
も
の
が
子
年
の
最
高
の
と
き
に
は
二

四

三
石

八
斗

と
ほ
ぼ
倍
増
し
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
急
速
な
租
率
の
上

昇
に
よ
る

貢

租
の
増
徴
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

㈹
　

代
金
納
と
石
代

代
金
納
化

と
石
代

値
段
　

「
池
田

新
兵
衛
様
御
代

官
所
の
節
石
代
直
段
を
以

て

皆
金
納
に
仰
せ
付

け
ら
れ
、
三
分
一
は
高
直
段
、
三
分
二
は
安
直
段
を
以

て
仰

せ

付
け
ら
れ
候
…
…
」
。
（
門
屋
文
書
）
「
池
田

新
兵

衛
様

御
代

官
所
に
罷

り
成
り
金
納

に
仰
せ
付

け
ら
れ
、

三
分
の
一
、
三
分
の
二
の
御
直
段
に
御
立
て
成
さ
れ
、
三
分

の
一
は
浅
草
御
直
段
、
三
分

の
二

は
地
相
場
に
壱
斗
四
升
安
に
上
納

仕

り

候

御

事
」
（『
県
史
資
料
第
四
巻
』
）
。
こ

の
資
料
に
み

る
よ
う
に
幕
府
領
は
元

禄

一

二

年

二

六
九
九
）
代

官
池
田
新
兵
衛

の
と
き
か
ら
石
代
値
段

を
定

め

代
金
を
納

め
さ
せ

る
と

い
う
方
法
に

な
っ
た
。
し

か
し

て
、
石
代
値
段

は
納
入
石
数

の
三
分

の
一
は

浅
草
米
市
場

の
張

り
紙
値
段
（
高
値
段
）
、
三
分

の
二
は
地
相
場

よ
り
一
両
に

つ
き

一
斗

四
升
安

の
値
段
（
安
値
段
）
で

納

入
し

た
。

し

か
し
、

享
保

一
一
年
（
一
七

三
（

）
か
ら
は
三
分

の

二

三
分

の
二

の
区
別

は
な

く
な
っ
て

石
代
値
段

は
一

つ

に
な
大

飯
ｍ

・
松

本
・
諏
訪
三
か
所
の
上
中
下

三
段

の
平
均
値
段

よ
り
六
升

九

合
安

の
値
段
で
納
め
る
よ
う
に
な

っ
て

い
る
。

石
代

値
段

が

い
く
ら
に

な
る
か
は
、

租
率
の
決
定

と
共
に

納
入

金
額

を
左
右

す

る
重
大
な
問
題
点
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
対
す
る
農
民

の
関

心
は
高
か

っ
た
。
田

畑
村
及

び
神
子
柴

村

の
年
貢

皆
済
目
録
に
記

さ
れ
た
江

戸
中

期
の
石
代

値
段

は
表

3
1
2
0の
よ
う
で
あ
る
。
石
代

値
段
け
年
度
に
よ

っ
て
か
な
り
の
差
が
あ
大

か

り
に
年
貢
石
高
が
同
し
で
あ

っ
て
も
石
代
値
段
に
よ

っ
て
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
石
代
金

は
大
き
な
差
が
生
ず

る
こ
と
に
な

る
。
農
民

の
立
場

か
ら
は
石
代
が

安

い
（
一
両
当
た
り
の
石
数
が
多
い
こ
と
）
と
き
納
入
金
額
が
少
な
く
て
済
む

わ
け
で

あ
る
。

表
３
１
卵一
　
年
貢
納
入
の
場
合
の
石
代
値
数

μ

一

一一一

//

//

一

一

μ

μ

九

年

％　％

享

保

七

年

％　％

年

度

一一

一
一
六五

一一

一
一四

一一

一一

○

－一
一○

一

九

八
〇

一一

○

六
○

一
石
－
一一
九
〇

金

一
両

に
付

き

石
数

四
四

一

五
○

四
四

六

○

一一

四

九
一一

六
一

五
○
五

○
五

四

八
五

四
一一一

永

七一

九
文
四
一一

一
石
当

た
り
永

文
数

2 珀
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//

一

一

//

寛

政

五

//

天

明

四

//

//

九

//

安

永

七

//

明

和

五

//

//

一

一一一

//

宝

暦

五

//

寛

延

一一一

//

延

享

一一一

//

μ

一一一

μ

寛

保

一一

//

//

五

//

一冗

文

一一一

μ

μ

一一

一

//

μ

一

九

μ

//

一

七

//

μ

一

i二
ノベ

μ

μ

一

五

//

一

一
七
一一一

八
九

－

四
四
五

四
五

－

○

七
四

一
六

－

七
八
九

七
一一

一

六
七
｢．べ

六

一

五
一
一一
一
一

一
〇

一

六
四
〇

一
六

一

一
一一八

一

一
一
一

一

六
〇

五

i.こ

ﾉゝ

一

一
一一
〇
〇

一
一

一

八

四

一一

一
一一
一一一

一

七

六

一一

一一
一
一一一

一

一
一四
五

七
九

－

四

〇

五

l.
こ

ﾉゝ

一一

一一一
一一
一
一

一
一一

一一

○

一一
一
一一一

一

一一

○

九
五

七

一一

五
一一
l、べ

八

－一一

五

一

一

一一

八五

一

八
七

六

九
一

八
一一一

九
一
一一〇

九

六

五
五

八

七
五

五
九

七

四
∧

六
五

七

四
六

六
〇
九

九
七

七
一
一○

○
五

六
一
一一一

七
九

七
六
九

一
六

五
四

一一

七
九

五

六
七

四

一一一

∧
○

一一

七
八

七
一
一

四
－

四
一
一
∧

九
六

四

九
一

八
五

四

七
七

一
六

一一一
九
五

七
五

一
一
八四

八
○

注
　
１
　
享
保
七
、
九
両
年
度
は
石
代
値
段
が
二
通
リ
あ
っ
た
。

２
　
一
石
当
た
り
の
永
文
数
は
一
両
永
一
〇
〇
〇
文
と
し
て
計
算
し
た
も
の
で
あ
る
。

石

代

値

段

の

基

準
　

石

代

値

段

は

ど

の

よ

う

に

決

め

ら

れ

た

の

で

あ

ろ

う

か

。

そ

の
基

準

に

な

る

の

は

そ

の
年

の
米

価

で

あ

る

が

、

ど

の
場

所

の
米

価

を

基

準

に

す

る

か
と

い
う

こ

と

と

、

い

つ

の
時

の
米

価

を

と

る

か
と

い
う

二

つ

の
問

題

が

あ

代

官

池

田

新

兵

衛

の
時

は
、

三

分

の

一

は
浅

草

米

市

場

の
張

り
紙

値

段

が
石

代

値

段

と

な

り
、

三

分

の

二

は

地
相

場

が

基
準

に

採
用

さ

れ

た

。

享

保

一

一

年

に

三

分

の

一
、

三

分

の

二

打

ち

込

み

で
石

代

値

段

が

定

め

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ
て

か

ら

は
、

飯
田

、

諏

訪
、

松

本

の

三

か

所

の
上

中
下

米

三

段

の
平

均

値

段

が

基

準

に

な

っ
た

。

と

こ

ろ

が

、

元

文

四

年

二

七
三
九
）

コ

ー月
代

官

室

七
郎

左

衛

門

の
と

き

、

石

代

値

段

を

松

本

・

諏

訪

・

飯
田

三

ヵ

所

の
上

米

だ

け

の
平

均

値

段

を

基

準

に

す

る

と

い
う

方

針

を

打

ち

出

し

て

き

た

。

農

民

側

は
こ

れ
に
反

対

し

て

翌

元

文

五

年

正

月

次

の
よ

う

な

願

い
書

を

出

し

て

窮

状

を

述

べ
、

方

針

を

撤

回

す

る
よ

う

訴

え

て

い

る

。

恐

れ
乍
ら
書
付
け
を
以
て
願

い
上
げ
候
御
事

此

の
度
年
貢
米
石
代
御
値
段

の
儀
、
松
本
・
諏
訪
・
飯
田
三
か
所
上
米
計
り

の
御
平
均
値

段
を
以
て
金
納
仕

り
候
様
仰
せ
付
け

ら
れ
難
儀
至
極
に
存

じ
奉
り
候
。
当
国

の
儀
は
全
国

と
違

い
寒
国
故
不
熟
下
米
勝
ち
に
御
座
候
故
、
右
三

か
所
上
中
下
三
段
平
均
値
段
を
以
て

前

々
よ
り
金
納
仕

り
候

。
然

る
所
此

の
度
新

た
に
上
米
計
り

の
御
平
均
値
段
に
て
は
、
百

姓
相
続
き
仕

り
申

さ
ず
候
御

事
。

（
中
　

略
）

御
慈

悲
に
前

々
の
通
り
恐

れ
乍

ら
上
中
下
米
三
段

の
平
均
を
以
て
上
納
仕
リ
、
百
姓

相
続

き
仕
り
候
様
仰
せ
付

け
下

さ
れ
置

き
侠
わ
ば
有
難

く
存

じ
奉

り
候

。
以
上

。

元

文
五
庚
申
正

月

室
七
郎
左
衛
門
様
塩
尻
御
役
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
門
屋
文
書
）

上

米

ば

か

り

の
平

均

値

段

を

石

代

値

段

と

す

る

方

針

は

か

な

り

強

い

も

の

で

あ

っ

た
が

、
右

の
願

書

の

ぼ
か
に

、
塩

尻

代

官

所

支

配
下

の
筑

摩

郡

・
伊

那

郡

・

小

県

郡

の
村

々
連

判

の
願

い
書

も

出

さ

れ
て

お

り

、

農

民

側

の
強

い
要

求

に

あ

っ
て

こ

の
方

針

は
撤

回

さ

れ

た

の
で

あ

ろ
う

。

そ

の
後

長

く
上

中

下

の
平

均

値

段

が

採

用

さ

れ

て

い

る

。

ま

た

、
石

代

値

段

決

定

の
た

め

の
米

価

の
時

期

の
問

題

は

、
代

官

池

田

新

兵

衛

の

2Ｈ
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時

の
三
分
の
二
の
分
は
例
年
春
に
な

っ
て
吟
味
の
上
値
段
を
決
定
し
た
が
、
そ
の

後
は
早
く
か
ら
立
冬
（
一
一
月
八
日
こ
ろ
）
の
値
段
を
基
準
に
採
用

し
た
の
で
、
そ

の
こ
と
が
米
価
至

局
く
し
、
し
た
が

っ
て
税
額
全

局
く
す
る
大
き
な
原
因
に
な

っ

て

い
た
。
こ
れ
に

つ
い
て
寛
政
一
二
年

二

八
〇
〇
）
箕
輪
領
五
加
村
総
代
か
ら
飯

島
御
役
所
に
出
さ
れ
た
願

い
書
に
は
、
次
の

よ

う

に

農
民
側
の
要
求
が
記
さ
れ

て

い
る

。

立
冬
相
揚
の
儀
は
、
新
穀
米
は
ま
だ
川
付
き
新
田

の
早
稲
米
が
少
し
出
る
程
度

で
新
穀
の
出
回
り
は
少
な
く
、
酒
造
人
が
新
酒
造
り
込
み
で
新
米
の
買

い
取
り
が

多
く
、
旧
穀
貯
穀
の
売
り
払

い
も

ぽ
と
ん
ど
無
く
な
る
時
期
で
あ
る
か
ら
、
立
冬

の
こ
ろ
は
格
別
に
高
値
に
な
る
こ
と
が
多

い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
の
米
価

で
石
代

値
段
を
決
め
ら
れ
て
は
百

姓
が
難
渋
す
る
の
で
、
御
慈
悲
を
以

て
立
冬
よ

り
四
〇

日
ほ
ど
遅
ら
せ
、
そ
れ
よ
り

Ｉ
〇

日
の
平
均

相
場
で
石
代

値
段
を
決
定
し

て
欲
し

い
（
北
殿
区
有
文
言

、

と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
願

い
は
そ
の
後
天

保
七

年

二

八
三
六
ご

嘉

永
七
年
（
一
八
五
四
）
に

も
立
冬
値
段

で
決
定
す
る
こ
と
が
問

題
に
な
っ
て

い
る
と
こ
ろ
を
見

る
と
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
た
え
ず
問

題
に
な
っ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

石
代

御
救
い

安
願
い
　

凶
作

の
と
き
に
は
農
民

は
租
率
の
変
更

を
求
め
て
破
免

検

見
入

り
を
願

い
出

る
ほ
か
、
石
代

を
安
く
し
て
も
ら
う
た
め
の
願

い
書

を
し
ば

し
ば
役
所
に
出

し
て
い
る
。
天
明

三
年

二

七
八
三
）
、

同

七
年

の
両
度

の
凶
作

の

と
き
も
石
代
御
救

い
安
の
願

い
書

を
出

し
て
い
る
。
天

保
七
年

二

八
三
六
）
は
広

範
囲

の
大
凶
作

の
年

で
あ
っ
て
既

に
破
免
検
見
入

り
が
認

め
ら

れ
て

い
る
が
、
凶

作

の
た
め
石
代
値
段

が
著

し
く
高

く
な
っ
て

い
て
年
貢
金

が
で

き
な
い
ば
か
り
か

農
民

が
「
潰

れ
退
転
」
に

な
り
か
ね
な
い
か
ら
、
過
去
二
〇

か
年

の
平
均
値
段

よ

り
四
斗
安

の
石
代
値
段
に
し
て
欲
し

い
と
嘆
願
し
て

い
る
の
で
あ

る
。

⑤
　

太
田
知
行
所
の
貢
租

南
殿
村

の
大
部
分

と
北
殿
村

の
一
部
及

び
塩

ノ
井
村
・
久
保
村
は
元
禄

コ

ー年

二

六
九
九
）
八
月
よ
り
旗
本
太
田
氏
の
知
行
所
に
な
犬
　

そ
の
後
幕
府
領
・
太
田

知
行
所
と
何
回
右
支
配
替
え
を
経
て
明
治
に
至
っ
て
い
る
が
、
太
田
氏
支
配
の
時

期
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

○
元
禄
コ

示
～
宝
暦
六
年
ま
で
　
約
五
八
年
間

○
文
化
二
年
　
～
文
化
五
年
ま
で
　
約
四
年
問

○
文
久
二
年
　
～
明
治
二
年
ま
で
　
約
八
年
間

ア
　
貢
祖
の
種
類

太
田
氏
支
配
下
の
元
禄
～
宝
暦
期
に
は
、
本
年
貢
の
ほ
か
は
小
物
成
と
し
て
林

草
場
年
貢
、
麻
綿
売
り
出
し
、
鳥
も
ち
代
が
徴
収
さ
れ
、
口
米
、
口
永
か
お
り
、

口
永
は
Ｉ
石
に
つ
重
二
升
の
割
合
で
徴
さ
れ
て
い
る
が
、
幕
府
領
よ
り
は
雑
税
の

種
類
は
少
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
文
化
年
代
以
降
は
右
の
外
幕
府
領
の
高
掛
り

三
役
に
相
当
す
る
夫
米
、
文
永
が
徴
収
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
特
に
幕
末
の
文
久

二
年
以
降
は
各
種
の
運
上
が
増
加
し
、
課
役
、
軍
役
等
も
加
わ
リ
太
田
知
行
所
苛

政
の
大
き
な
原
因
と
な
っ
た
。

イ
　
租
　
　
　
率

太
田
氏
支
配
の
初
期
の
う
ち
は
、
田
畑
共
上
中
下
の
品
等
別
に
租
率
が
定
め
ら

れ
年
貢
が
徴
収
さ
れ
て
い
る
が
、
前
代
の
板
倉
時
代
の
租
率
と
ほ
ぼ
同
じ
高
さ
で

あ
る
。
な
お
、
南
泉
村
の
上
知
の
石
高
・
毛
付
き
高
・
本
年
貢
高
・
毛
付
き
免
を

見
る
と
表
９り｜
2
1
の
よ
う
で
あ
る
。

資
料
が
充
分
揃
わ
な
い
の
で
幕
府
領
と
の
比
較
は
無
理
な
点
が
あ
る
が
、
上
知

の
揚
合
享
保
の
時
代
幕
府
領
よ
り
や
や
高
い
傾
向
が
あ
っ
た
が
し
だ
い
に
下
が
り

幕
府
領
と
同
じ
程
度
も
し
く
は
そ
れ
以
下
に
下
っ
て
い
る
。

幕
末
に
お
い
て
太
田
知
行
所
の
苛
政
が
問
題
に
な
る
が
、
そ
れ
は
租
率
の
面
で

は
な
く
、
他
の
面
に
お
い
て
で
あ
る
。

ウ
　
年
貢
納
入
方
法

表
3
1
2
2は
寛
保
か
ら
宝
暦
に
か
け
て
の
太
田
氏
支
配
下
に
お
け
る
、
塩
ノ
井

2j2
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南殿村上知（太 田知行所）

表3-21　 太田知行所 の租率（毛付免）

支　　 配 石　　 高 毛　付　高 本 年 貢 高 毛　付　免

享 保2 （1717）

μ　　7 （1722）

//　　12（1727）

元 文2 （1737）

延 享4 （1747 ）

宝 暦2 （1752 ）

文 化3 （1806 ）

//　　4 （1807 ）

μ　　５ （1808 ）

//　　10（1813 ）

//　　11（18坤

文 久1 （1861）

μ　　２ （1862）

//　　3 （1863）

慶 応3 （1867）

明 治2 （1869）

太　　　田

卜　 田

|

幕　　　府

|

太　　　　田

石
247,708

//

//

//

//

//

μ

μ

//

//

//

//

//

//

//

//

石
224,459

234,382

235,298

217,415

216,504

223,235

224,454

193,098

193,098

225,728

226,685

221,614

223,075

223,075

205,225

194,569

石
77,910

84,245

84,605

59,616

53,243

56,543

48,671

21,948

35,903

54,862

54,862

52,109

52,732

52,732

44,965

31,207

ツ
3,478

3,594

3,600

2,746

2,463

2,533

2,168

凶　　　1，137

1,859

2,430

2,430

2.35

2.36

2,36

2.19

1,604

( 南殿村各年度免状 より作成　 南殿酒屋文書・大宗館文書)

表3-22　 太田知行所塩ノ井村の貢租の納入（各年度勘定 目録より作成　 塩 ノ井大 東文書）

｜納 入 高 計 ｜現物納 初　　 納 二　 納 三　 納 四　　納 五　 納

寛保3

(1743)

納　高 31石 ７斗06
38俵
2斗31

(31 俵２斗)
10両 ２分

９月

(６俵６升)
２両

10月
(３俵１升)

１両 ノ /
内　訳
石　代

本途　30,782
口米　　0,924∧ １両に

１石２斗
１両 に
１石23

１両に
１石225 ノ ノ

延 享2

(1745)

納　高 32石310 44俵
９月

(6俵3斗5升)
２両２分

10月

(1C 俵５斗)
３両 ３分

11月

(９俵 ６升)
３両２分

12月
(７俵30)

3両

12月
(２俵33)

1両永86文54

内　訳

石 代
本途　31,369
口米　　0,941／ １両に

１石１斗
１両 に
１石08

１両に

１石06
1.04

１両 に
１石04

１両に
１石04

寛延2

(1749)

納　高 32石680 42俵

９月

(12俵207)
4 両１分

10月

(14 俵195)
5 両

LL月
(４俵11)
1 両２分

12月
(８俵168)

2両3分 永204
文39 /

内　訳
石　代

本途　31,728
口米　　0,952∧

１両に

１石178
１両 に
１石158

１両に
１石14

１両 に
１石14 /

宝 暦5

(1755)

納　高 33石187 40俵
９月
(７俵393)

3 両１分

10月
(７俵116)

3 両

11升
(24俵24)
10両 １分

12月
(３俵0335)

1両1分永62
文23 >

内　訳
石 代

本途　32,22L
口米　　0.9655＞ １両に

９斗84
１両 に
９斗72

１両に
9斗6

１両 に
9斗 ４ /

2Ｂ
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村
の
年
貢
の
納
入
状
況
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
年
貢
高
の
ほ
ぼ
半

分
は
現
物
で
納
入
し
て
お
り
、
残
り
半
分
は
石
代
金
納
の
形
で
コ

ー月
ま
で
に
三

～
四
回
に
分
納
し
て
い
る
が
、
皆
済
の
終
期
は
コ

ー月
で
幕
府
領
よ
り
厳
し
い
条

件
に
な
っ
て
い
る
。
文
化
期
以
後
は
全
額
石
代
金
納
に
な
っ
て
い
る
。

石
代
金
納
の
場
合
、
石
代
値
段
が
い
く
ら
で
あ
っ
た
か
を
同
じ
年
度
の
幕
府
領

の
石
代
値
段
と
比
較
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

宝// 延 寛
暦　 享 保

五 三 二 三
年 年 年 年

年

度

－
石

○ － 一 二
｀　` 　` 斗
九 〇 〇 二

六 七 六
升

五 五 〇 五
合

段太
田

金知

一行
両所
に石
つ代
き値

一
石
八

一 一 一 斗
｀　` 　` 四
三 三 三 升
八 〇 六 二

ー ○ 五 合
ニ ー ハ 三

二 一 八 勺
三才

］

Ｏ

石
六

○ ○ ○ 斗
ゝ　ゝ 　ゝ ～
四 二 三 升
一 二 〇 七
六 五 五 合
二 一 八 三

二 一 八 勺
三才

差

額

太
田
知
行
所

の
石
代
値
段
は
幕
府
領
に
比
べ
て
著
し
く
高

い
。
同
一

の
年
度
で

金
一
両
当

た
り
二
斗
二
升

か
ら
六
斗
一
升
余

の
差
が
あ

る
。
寛
保
三
年

の
例
で

か

り
に

一
五
石

の
石
代
金
を
納
入
す

る
場
合
、
幕
府
頷
で
は
八
両
と
永
一
四
〇
文
で

よ

い
が
、
太
田
知
行
所
で
は

コ

ー両
と
永
二
四
〇
文
を
納
入
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
租
率
で
は
大
き
な
差
が
な

か
っ
た
に
し
て
も
石
代
値
段

の
差
に
よ

っ
て
大
き

な
負
担
を
強

い
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

エ
　
雑
税

の
増
加
と
苛
政

太
田
知
行
所

の
農
民
は
文
化
年
代

の
支
配

の
と
き

か
ら
、
本
年
貢

の
ほ

か
雑
税

の
増
加
で
苦
し

め
ら

れ
た
。
「
文
化
三
寅
年
太
田
家
知
行
に
相
成
り
、

旧
例
古
格

等
と
申
し
諸
役
勝
手

の
み
申
し
付
け

ら
れ
候
故
村

々
愁
患
少

な
か
ら
ず
・：
」
、
「
文

久
二
戌
年
亦
候
太
田
家
知
行
に
相
成
り
軍
役
、
課
役
等
厳
重
に
申
し
付
け
ら

れ
…

…

弥

く
以

て
必
至
困
窮

の
場
合
に
陥
り
此
彼
打

ち
過

ぎ
候

て
は
絶
家
退
転
に
及

ぶ

べ
き
も
の
出
来
仕

る
可

き
は
眼
前

の
儀

…
…
」
（
慶
応
四
年
追
願
書
『
県
史
資
料
第
四

巻
』
）
と
あ
る
よ
う
に
、
特
に
幕
末
に

お
い
て
太
田
氏

の
苛
政

は
ひ

ど
か
っ
た
。
そ

こ
で
慶
応
四
年

二

八
六
八
）
二
月
、
こ

の
当
時
南
殿
村
古
料
（
幕
府
領
）
は
尾
州
藩

主

の
預

か
り
所
に
な

っ
て

い
た
が
、
そ

の
上
松
御
陣
屋
御
役
所
に
対
し
南
殿
村
の

小
前
総
代
二
人
が
太
田
知
行
所
に

つ
い
て
、
「
取

締

ザ
筋
も
等
閑
に
成
り
行
き
こ

れ
に
加
え
軍
役
、
兵
役
、
夫
役
右
三
役
多
分

の
金
高
取
り
立
て
、
猶
、
横
物
成
と

唱
え
種

々
次
第
に
弥
増
し
村
方
疲
弊

の
折
柄
御
旗
本
一
列
御
軍
用
金
と

て
半
高
御

召
し
上
げ
に
相
成

り
候
由
、
然

れ
共
右
五
千
石
本
途
御
収
納
金
相
納

め
候
外
に
、

圭

局
御
召

し
上

げ
の
分
過

納
に
取

り
立
て
旧
幕
府

へ
償
わ

せ

候

仕

儀
、
更
に
仁

情
廃

れ

剰

え
御
仕
法
講

じ
、
御
頼
み
金
等

と
唱

え
多
分

の
金
子
取
り

立
て
ら
れ

候

事
共
難
渋
仕

り
候

…
…
」
（
井
田
１１園
文
書
）
と
窮
状

を
訴
え
、

ぜ
ひ
天
領
に
し

て

欲
し

い
と
嘆
願

し
て
い
る
。
ま
た
、
同
年

三
月
尾
州
取
締

り
塩
尻
役
所
に
対
し
南

殿

村
、
松

島
村
の
年
寄

二
人
か
ら
、
太
田

知
行

所
の
苛
政
と
農
民

の
難
渋

を
訴
え

て
天

領
に
も
ど
す
こ
と
を
願

い
、

さ
ら
に
四
月
に

は
知
行
所
村

々
の
課
役
諸
運
上

が
過
重
で
あ
る
と
、
次
の
よ
う
な
訴
え
が
松
島
村
外

七
か
村

か
ら
㈲
役
所
に
出

さ

れ
て

い
る
。

恐

れ

乍

ら

始

末

書

を

以

て

申

し

上

げ

奉

り

候

一

月

々
前

納

小

普

請

御

役

金

・
御

無

尽

金

・

郷

夫

・

兵

賦

・

御
軍

役

金

・

献

金

等

多

分
御

取

り

立

て

の
事

右
軍
役

の
儀

は
去

る
卯

の
冬

よ
り

来
る
丑
の
秋
迄
拾

か
年
に
八

千
両
年

々
四
季
に
御
取

り
立
て
仰

せ
渡

さ
れ
候
を

去
る
冬
壱
乖
分
上
納
仕

り
候
外

に
六
百

五
拾
両
御
下

げ
金
延
べ
斗
り
に
相
成
り
候

一
諸

職

人

・
諸

商

人

・
見

世

店

’
紺

屋

二

豆
腐

屋

等

に
至

る
迄

、

其

の

余
細

々
御

運

上

御

取

り
立

て

の
事

右
職
人
国
所
に
て
過

ぎ
行

き
兼
ね
女
房

子
供
迄
引

き
連
れ
遠
く
旅
稼
ぎ
仕
り
候
も
の
親
類
・
組
合

に
取

り
替

わ
ら

せ
運
上
取

り
立
て

の
事

一
酒

造

稼

ぎ

の

者
大

小

に

拘

ら

ず

壱

株

に
付

き

壱
両

ず

つ
御

運

上

の

事

一
同

所

に

て

暮

し

兼

ね

候
故

、
江

戸

稼

ぎ
仕

り

候

者

迄
御

運
上

の
事

右

に
付

き
七
拾
有
余
に
相
成
り
候
親
父
一
人
留
守
仕
り
、
家
屋
敷

も
こ
れ
無

く
借

宅
致

し
藁
仕
事

等
仕
り
其
の
日
暮
し
の
も
の
ま
で
御

運
上
取
り
立
て
候
族
も
こ
れ
有
り
候
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一
擲
上

納
仕

り
候
地

の
端
に
植
え
置

き
候
桑

に
て
蚕
飼

い
致
し
候
繭
売
り
楊
げ
金
高
に
て

擲
運
上

の
事

一
、

二
月

よ
り
月
割

り
に
先
納
取

り
立
て
、

糸
商
人
繭
買

い
入

れ
の
元
金
に
貸

し
付
け
高

利
を
貪
り
候
事

丑
年
の
儀
は
稀
な
る
洪
水
寅
年
儀
は
凶
作
に
て
一
同
難
渋
の
年
柄
故
入
組
村
々
元
松
本
御
領
り
所

の
分
穀
代
御
救
い
下
げ
に
相
成
り
、
御
上
納
夏
皆
済
月
延
べ
に
相
成
り
、
猶
又
難
渋
の
者
へ
夫
々

御
救
い
米
等
御
手
当
下
し
置
か
れ
候
程
の
年
柄
知
行
所
の
儀
は
右
の
始
末
に
御
座
候
間
此
の
段
申

し
上
げ
候

右
に
準

じ
候
廉
々
こ

れ
有
り
候
。
擲
代
官
御
支
配

の
内

は
一
切
右
様

の
儀
御
座

な
く
候
え

共
、
太
田
家
知
行
所

に
相
成

り
候
て
此
の
如
く

の
仕
合

い
、
誠
に
難
渋
仕

り
候
。

此
の
段

何
率
御
賢
察
成

し
下

し
置

か
れ
度
く
願

い
上
げ
奉
り
候
、
以
上

。

慶
応
四
辰
年
四
月
　
　
　
　

松
島
村
外
七
か
村
惣
代

与
兵
衛

（
『
県
史
資
料
第
四
巻
』
）

５
　

箕

輪

領

の

安

石

代

箕

輪

領

は
脇

坂

時

代

か
ら

石

代

金

納

の
場

合

、

石

代

値

段

を

他

の
地

域

よ

り

安

く

す

る
と

い
う

慣

例

が

長

い
閲

続

い
て

い

る
。

こ

の
点

け

箕

輪

領

の
農

民

に

と

っ

て

は
お

り

が

た

い
こ

と

と

感

じ

て

い

た
と

思

わ
れ

る
が

、

こ

の
安

石

代

は

箕

輪

領

の
み

で

な

く

信

濃

の
国

の
う

ち

で

も

、

水

内

郡

一
五

加
村

、

筑

摩

郡

川

手

コ

ーか

村

、

同

麻

績

町

村

等

で

も

同

様

に

安

石

代

が

採

用

さ

れ

て

い

た

の
で

あ

っ
て

そ

れ

な

り

の
理

由

が

あ

っ
て

の
こ

と

で

あ

っ

て
、

特

別

の
恩

恵

を

受

け

て

い

た

の
で

は

な

い

。

田
　

安

石

代

の

理

由

箕

輪

領

が

何

故

安

石

代

に

な

っ

た

か
、

そ

の
理

由

を

資

料

に

よ

っ
て

み

る

と

次

の

よ

う

で

あ

る

。

「
箕
輪
領
御
米
値
段

の
儀
、
諏
訪

・
高
遠

・
飯
島
よ
り
米
下
値
に
御
座
候
訳
、
第

一
悪
米

：
六
中
略
ブ
・
先

の
御
地
頭
脇
坂
中
務
少
輔
様
当
地

一
所

の
擲
知
行
所

の

節

は
、

米
壱
駄

に

つ
き
米
五
升
五
合
宛
駄
賃
下
さ
れ
候
。
其

の
後
御
料
に
罷
り
成
り
商
人
入
札
仕
り
候
時

分
、
金
壱
両
に
付

き
八
～
九
升
程
宛
違

い
仰
せ
付
け
ら
れ
候
。
先
年
よ
り
御
代
々
飯
島
と

箕
輪
値
段
違

い
申
し
候
」
（
元
禄
十
二
指
上
申
口
上
書
之
事
『
県
史
資
料
第
四
巻
』
）

「
御
値
段

の
儀

は
伊

那
郡
弐
段
に
御
立
て
遊
ば
さ
れ
候
。
箕
輪
領

の
儀
は
下

伊
那
よ

り

壱

両
に
付

き
四
升
安
に
御
立
て
遊

ば
さ

れ
候
。
訳

は
箕
輪
領

の
儀
は
山
方
に
て
土
地
悪
敷
く

悪
米
に
御
座
候
故

、
一
郡

の
内
道
法
三
拾
里
余

の
内
陸
路
付
け
送
り
入
用
に
付
き
、
往
古

よ
り

Ｉ
直
段

と
申

す
儀

は
御
座
無
く
候
。
」
（
延
享
二
年
願
書
『
県
史
資
料
第
四
巻
』
）

コ

体
米
症
宜
し

か
ら

ず
御
遣

い
方
に
も
相
成
ら

ず
、
飯
田
城
下
に
て
御
払

い
に

相
成

る

村

々
諸
仕
り
候
え
共
、
迪
も
御
遣

い
方
に
相
成
ら

ざ
る
儀
を
存
じ
な
が
ら
飯
田
城
下
迄
附

け
送

り
難
儀
に
て
御
払

い
成
さ

れ
候
も
御
値
段
安
く
、
御
領
主
様
御
口

に
も
相
成
ら
ざ
る

に
付

き
石
代
金
納
願

い
奉
り
候
所
、
三
分

の
一

は
飯
田
御
城
御
渡
し
米
に
相
成
り
、
三
分

の
二

は
石
代
金
納
仰
せ
付
け
ら

れ
、
然

る
所
箕
輪
頷
村

々
は
両
岳
其
の
外
高
山
谷
合
い
に

て
零
下
村

々
日
請
け
悪
敷
く
時
候
も
不
順
、
八
月
上
旬
に
は
霜
降
り
実
法
宜
し
か
ら
ず
納

果

の
内
青
米
、
ｍ

腐
り
、
赤
米
、
砕
米
多
分
こ
れ
有
り
、
撰
り
立
て
漸

々
三
分

の
一
米
納

分

、
三
分

の
二
石
代
金
仰
せ
付
け
ら

れ
候
所
、
三
分

の

Ｉ
撰
り
立
て

の
残
米
至

っ
て
悪
米

故
、
売

り
払

い
候
て
も
金
壱
両
に
付

き
飯
田
町
値
段
よ
り

は
果
弐
斗
五
升
も

下

値

に

付

き
、
御
領
主
様
御
勘
弁
を
以
て
金
壱
両
に
付
き
壱
斗
四
升
安
に
直
段
仰
せ
付
け
ら
れ
…
」

（
天
明

八
安
石
代
書
付
覚
、
大
宗
館
文
書
）

以

上

の
資

料

に

み

る

よ
う

に

安

石

代

の
理

由

は
二

つ
あ

る

。
そ

の
第

一

は
、

箕

輪

頷

け
米

質

が
悪

く
売

り
払

い
に

際

し

て
他

の
村

々

の
米

よ

り
下

値

に

し

か
売

れ

な

い
と

い

う

こ
と

。
第

二

は
、

箕

輪

頷

は
飯

田

城
下

ま

で

米

を

付

け

運

ぶ

の
に

多

く

の
費

用

が

か

か

る
と

い
う

こ
と

で

あ

る

。
初

め
年

貢

米

の
付

け

運

び
に

は
一

駄

に

つ
き

五

升

五

合

の
駄

賃

を

も

ら

っ

た

。
代

金

納

に

な

っ
て

も

箕

輪

頷

の
村

々
は

近

く
に

大

き

な

米

市

場

が

な

い

か
ら

、

飯

田

・

松

本

等

に

付

け

運

ん

で

売

り

払

わ

な

く

て

は
な

ら

ず
、

そ

の
付

け

運

び

の
費

用

が

多

く

か

か
る

と

い
う

こ

と

で

あ

る

。こ

の
よ

う

な

事

情

が

考

慮

さ

れ
て

脇

坂

時

代

に

飯

田

の
米

値

段

よ

り

金

壱

両

に

つ
き

一
斗

四

升

安

の
値

段

で

石

代

値

段

が

決

め
ら

れ

た
と

い
う

の
で

あ

る
。
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元
和
、
寛
永

の
脇
坂
時
代
米
の
値
段
が
金
一
両

に
つ
き
二
石
二

一
石
五
斗

程
度

で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
一
両

に
つ
き
一
斗
四
升
安
と

い
う
こ
と
は
六
～

七
％

の
低
値
（
減
税
）
と

い
う
こ
と
で
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

②
　

安
石
代
の
推
移

寛
文

一
二
年
～
元
禄
一
一
年
ま
で
　

脇
坂
時
代

金
一
両

に
つ
き

Ｉ
斗
四
升

安
の

石
代
値
段
と
な

っ
た
が
、
寛
文

コ

ー
年
幕
府
領
と
な

っ
た
と
き
「
伊

那
郡
の
栄
性

御
吟
味
遊
ば
さ
れ
、
其
の
上
津
出
し
道
法
遠
近
の
訳
を
以

て
、
下
伊

那
、
飯
島

よ

り
箕
輪
領

の
朧
は
安
値
段
を
以

て
金
納
仰
せ
付

け
ら
れ
候
」（
門
屋
文
書
）
と
あ
り
、

ま
た
、
「
商
人
入
札
に

て
御
払

い
遊

ば
さ
れ
候
得
共
当
領

の
朧

は
弐
段
に

相
分

か

り
申
し
候
。
そ
の
後
板
倉
越
中
守
、
同

頼
母
様

御
知
行

所
の
節
も
先

格
の
通

り
御

引
き
付
け
を
以
て
納
め
来
た
り
申
し
候
」
（
前
掲
資
料
）
と
あ
り
、
板

倉
時
代

ま

で

一
両

に
つ
き

Ｉ
斗
四
升
安
の
石
代

値
段
で
石
代

金
納
を
し
て
来
た
。

元
禄
一
二
年
　

南
箕
輪
地
域
内
は
幕
府
領
と
太
田

知
行

所
に
分
割

支

配

を

受

け
、
幕
府
領
は
代
官
池
田
新
兵
衛
に
よ

っ
て
全
額
石
代

金
納
が
言

い
渡
さ
れ
、
さ

ら
に
、
箕
輪
領
安
石
代
の
訳
を
尋
ね
て
来
た
。
箕
輪
領
村
々
二
三
か
村

か
ら
は
安

石
代

の
訳
の
口
上
書
が
出
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
を
吟
味
し
た
結
果
で
あ
る
か
ど

う

か
不
明
で
あ
る
が
、
三
分

の
一
現
物
納
の
代

わ
り
に
浅
草
米
市
場

の
値
段
で
冬

の
う
ち
に
納
入
、
残
旦

二
分
の
二
は
地
相
場
よ
り
一
斗
四
升
安
の
値
段
で
翌
年
七

月
ま
で
に
石
代
を
金
納
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
の
方
式
に
対
す
る
農
民

側
の
抵

抗

の
資
料
は
見
当
た
ら
な

い
が
、
三
分
の
一
の
年
貢

が
浅
草
米
市
場

の
値
段

と

い

う
高
値
で
金
納
を
す
る
こ
と
は
、
か
な
り
の
増
税
に
な

っ
た
と
思

わ
れ
る
。

牢

水
二
年
（
一
七
〇
五
）
　
高
谷
太
兵
衛
代

官
の
と
き
石
代

値
段

に
つ

い
て
吟

味

が
あ
り
、
箕
輪
領
百

姓
総
代

何
人
か
が
江

戸
表
ま
で
出
向

い
て
委
細
を
申
し
上

げ

た
が
、
幕
府
か
ら
年
貢

米
三
分
の
二
の
一
斗

四
升

安
を
七
升
安
に
す
る
方
針
が
打

ち
出
さ
れ
た
。
農
民
に
と

っ
て
は
大
変
な
増
税
に
な
る

の
で
早
速
訴

訟

を

起

こ

し
、
幸

い
に
し
て
幕
府
に
聞
き
入
れ
ら
れ
て
従
来
ど
お
り
一
斗
四
升

安
の
ま
ま
に

据
え
置

か
れ
た
。

享
保

一
一
年
（
一
七
二
六
）
　
代

官
大

草
太
郎
左
衛
門

の
と
き
再

び
安
石
代
に

つ

い
て
吟
味
が
あ
り
、
三
分

の
一
は
高
値
、
三
分
の
二
は
一
斗
四
升
安
と

い
う
区

分

を
廃
止
し
打
ち
込
み
と
し
、
全
年
貢
米
の
値
段
を
諏
訪
・
松
本

―
飯
ｍ

三
か
所
の

上
中
下

米

の
平

均
値
段
よ
り
六
升
九
合
安
に
す
る
と

い
う
方
式
に
改
め
ら
れ
た
。

こ

の
方
式
は
従
来

の
方
式
と
比
べ
総
体
と
し
て
あ
ま
り
増
税
に
な
ら
な

い
と

い
う

こ
と
で
あ
る
ら
し
く
農
民
側
の
抵
抗
は
見
ら
れ
な

い
。

元

文
四
年
（
一
七
三
九
）
　
代

官
室
七
郎
左
衛
門

の
と
き
、
上
中
下
米
平
均
値
段

で
な
く
飯
田

・
諏
訪
・
松
本
三
か
所
の
上
米

だ
け
の
平
均

値
段
か
ら
六
升
九
合

安

を
石
代

値
段
に
す
る
と

い
う
方
針
を
打
ち
出
し
て
き
た
。
こ
の
理
由
は
「
年
貢

の

儀

は
本
来
上
米
ば
か
り
納
入
す
る
の
が
普
通
で
、
御

料
所
の
う
ち
で
も
石
代
値
段

を
上
米
ば
か
り
の
値
段
で
納
め
て

い
る
所
が
多

い
。
信

州
限

り
上
中
下
米
平
均
値

段
で
金
納
さ
せ
た
の
は
格
別
の
慈
悲
で
あ
っ
た
」
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に

対
し
安
石
代

に
な

っ
て

い
る
筑
摩
郡
、
伊

那
郡

、
小
県
郡

の
村

々
は
連

名
で
、
あ

る

い
は
単
独
で
訴
状
を
提
出
し
て

い
る
。
そ
の
訴
状
の
一
部
を
掲
げ
よ
う
。

恐
れ
乍
ら
書
付
け
を
以

て
願
い
上
げ
奉
り
候
御
事

此

の
度
信
州
御
年
貢
石
代

直
段
の
儀

、
只
今

迄
納
め
来

た
り
候
信
州
御
城
下

の
直
段
上
中

下

米
三
段
の
御
平
均
に
て
納
め
来
た
り
候
処
、
以

後
上

米
計

り
の
御
直
段

に
て
金
納
仕

り

候
様
に
仰
せ
付
け
ら
れ
・：
（
中
略
）
…
箕

輪
領

の
儀

は
六
升

九
合

安
に
仰
せ
付

け

ら

れ

只

今
迄
上
納
仕
り
来
た
り
申
し
候
。
然

る
処
此
の
度
仰
せ

出
さ
れ
候
上
米
計

り
平
均
直
段
に

て
上
納
仕
り
族
て
は
、
下

米
勝

ち
の
村
々
必
至
と
潰

れ
申

し
候

。
其

の
上
当
村

々
福
島

・

上
松
・
須
原
三
宿
へ
助
郷
相
勤

め
候
得
ば
、
往
来

四
拾
里
余

の
高
山
を
越
え
難
儀
仕
り
罷

り
在
り
候
。
御
慈
悲
に
只

今
迄

の
通
り
上
中
下
米
三
段

の
平
均

の
御
直
段
に
仰
せ
付
け
下

さ

る
べ
く
候
。
左
も
御
座
無
く
候
て
は
、
下

米
勝

ち
な
る
場
所
安
直
段
に
売
り
立
て
上
米

直
段
に
て
、
上
納
候
で
は
百
姓
夫
食
御
座
無
く
候

得
ば
‘：
（
中
略
）
・：
右
三

か
所
三
段

の

平
均
御
直
段
に
て
御
取

り
立
て
下

さ
九
候
様
幾
重
に
も
御

訴
訟
願

い
上
げ
奉
り
候
以
上

。
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元
文
五
年
庚
申
三
月
　
　
信
州
伊
那
郡
箕
輪
領

右
弐
拾
か
村
名
主
⑩

（
門
屋
文
書
）

こ
の
訴
訟
の
直
接
の
結
果
は
不
明

で
あ
る
が
、
そ
の
後
上
中
下
三
段

の
平
均

と

い
う
表
現
が
消
え
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
農
民

の
要
求
は
し
り
ぞ
け
ら
れ
た
の
だ

ろ
う

か
。

延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
　
代

官
大
草
大
郎

左
衛
門

の
と
き
箕
輪
頷

の
安
石
代

を

一
挙
に
潰
し
、
定
法
値
段
で
石
代
上

納
と
な
る
よ
う
増

し
金

を
つ
け

て
厳
し

く
納

入
を
迫
っ
て
き
た
。
農
民

は
驚

い
て
早
速
安
石
代

を
潰
さ
れ
て
は
百
姓

が
立

ち
続

か
な

い
こ
と
を
ニ

ー
か
村
連
名
で
訴
え
出

た
。
こ
の
訴
訟

の
結
果
幕
府

は
定
法
値

段
で
石
代

徴
収
を
す
る
方
針
を
引

っ
込

め
、
従
来

の
六
升

九
合
安

を
継
続
し

た
。

明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
　
幕
府

は
安
石
代

を
漸
次
解
消
す

る
方
針

を
立
て
、
安

石
代

の
村

々
の
総
代

を
呼

び
寄
せ

て
秋

か
ら
翌
年

の
春
に

か
け
て
数
度

の
吟
味
を

行

な
い
、

安
値
の
分
を
半
分
せ

り
上

げ
る
こ
と
を
打

ち
出
し

て
き

た
。
安
石
代
村

々
は
も
ち
ろ
ん
従
来

ど
お
り
六
升

九
合
安

を
続
け

る
よ
う
必
死
に
再
考

の
お
願

い

を
し
た
。
そ
の
際
幕
府

は
「
平
均
石
代

の
分

け
こ
れ
迄
通

り
石
代
上
納
仰
せ
付
け

ら
れ
、

安
石
代
上

納
村

の
分

は
御
回
米
に
仕

り
候
共
、
又

は
外
同
様
平
均
石
代
上

納
仕
り
候
共
両
様

の
内
御
請
け
仕

る
可

く
…
…
」
と
、

安
石

代
の
村

々
に
対
し

て

現

物
で
納
入

す
る
か
、
平
均
石
代

で
代
金
納
に

す
る
か
ど
ち
ら

か
良

い
方
を
選

べ

と
い
う
や
り
方

で
迫
っ
て
き
た
。
回
米
に
も

ど
る
こ
と

は
農
民
と
し

て
は
遠
距
離

の
付

け
出

し
を
強

い
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
、
多

く
の
労
力
と
費
用
を
要
す
る
の
で

到

底
受

け
入

れ
ら
れ
な
い
。
幕
府

は
後
に
も
こ

の
よ
う
な
現
物
納

を
持
ち
出
す
こ

と
に
よ
っ
て
農
民
側

の
抵
抗

を
押

え
る
こ
と
を
し

て
い
る
が
、
農
民

は
止
む
な
く

せ
り
上

げ
を
認
め
ざ
る
を
得

な
く
な
り
、
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
四
月
、
安
石
代

一
割
の
せ
り
上

げ
を
認

め
る
請
け
書

を
出

し
て
い
る
。

明
和
五
年

こ

七
六
八
）
　
安
石
代

の

Ｉ
割
せ
り
上
げ
の
請
書
を
出
し
た
時
、
農

民
側
は
以
後
の
せ
り
上
げ
を
絶
対
し
な
い
よ
う
に
要
望
し
て
お
い
た
わ
け
で
あ
る

が
、
幕
府
は
安
石
代
の
せ
り
上
げ
を
既
定
方
針
の
ご
と
く
以
後
次
の
よ
う
に
せ
リ

上
げ
て
い
る
。

明
和
四
年
六
斗
弐
合
弐
勺
…
…
安
水ヽ一一
年
ま
で
年
々
せ
り
上
げ

安
永
三
年
よ
り
五
加
年
間
…
…
四
升
弐
合
六
勺
安

安
永
八
年
よ
り
Ｉ
○
か
年
間
：
こ
二
升
八
合
六
勺
壱
才
安

寛
政
元
年
よ
り
Ｉ
〇
か
年
間
二
二
升
七
合
弐
勺
三
才
安

寛
政
一
一
年
よ
り
Ｉ
〇
か
年
間
二
二
升
六
合
六
勺
六
才
安

文
化
六
年
よ
り
Ｉ
〇
か
年
間
…
三
升
五
合
八
勺
五
才
安

文
政
二
年
よ
り
Ｉ
〇
か
年
間
二
二
升
五
合
壱
勺
六
才
安

文
政
二
一
年
よ
り
Ｉ
〇
か
年
間
二
二
升
四
合
四
勺
七
才
安

天
保
一
〇
年
よ
り
Ｉ
〇
か
年
闘
二
二
升
三
合
七
勺
八
才
安

嘉
永
二
年
よ
り
Ｉ
〇
か
年
間
よ
二
升
三
合
九
才
安

安
政
六
年
よ
り
五
加
年
間
…
三
升
二
合
七
勺
四
才
安

元
治
元
年
よ
り
二
〇
か
年
間
よ
二
升
二
合
三
勺
九
才
安

こ
の
間
、
文
久
年
中
と
元
治
元
年
二

八
六
四
）
に
も
と
の
安
石
代
で
あ
る
六
升

九
合
安
に
立
ち
も
ど
る
よ
う
、
農
民
は
愁
訴
嘆
願
を
し
て
い
る
が
六
升
九
合
に
も

ど
る
こ
と
な
く
明
治
に
至
っ
て
い
る
。

㈲
　
安
石
代
の
廃
止

明
治
三
年
新
政
府
の
伊
那
県
役
所
よ
り
箕
輪
領
石
代
安
値
段
の
こ
と
に
つ
い
て

お
尋
ね
か
お
り
、
箕
輪
領
村
々
は
連
名
で
脇
坂
時
代
か
ら
の
安
石
代
の
仕
来
た
り

に
つ
い
て
、
詳
細
の
経
過
と
理
由
を
書
い
て
差
し
出
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
伊
那
県
役
所
か
ら
は
安
石
代
廃
止
の
沙
汰
が
あ
り
村
役
人
た
ち
は
そ
の
旨

を
村
民
に
伝
達
し
た
。
各
村
と
も
百
姓
一
同
の
歎
き
が
大
き
く
、
閏
一
〇
月
箕
輪

領
村
々
二
二
か
村
の
名
主
等
二
九
名
連
印
し
て
安
石
代
を
廃
止
し
な
い
よ
う
伊
那

県
役
所
に
願
い
書
が
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
願
い
は
聞
き
入
れ
ら
れ
ず

遂
に
次
の
よ
う
な
安
石
代
廃
止
の
請
け
書
を
出
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

2 俘
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差
し
上
げ
奉
る
御
請
け
書
の
事

先
月
廿

七
日
箕
輪
領
三
拾
弐
か
村
役
人
召
出
し

の
上
、
石

代
・
斗
安
従
前
仕

来
た
り
御
取

り
紅
し

の
上
、
今
般
改
正
に
付
き
、
御
廃
止
仰
せ
渡
さ
れ
拝
承

仕
リ

、
帰
村

の
上
小
前
末

々
迄
御
沙
汰

の
趣
申
し
聞
か
せ
、
一
同
承
知
畏
み
奉
り
候
。
こ
れ
に
依
旦

二
拾
弐
か
村
役

人
一
同
連
印

の
御
請
け
書
指
し
上
げ
奉

り
候
以

上
。

明
治
三
庚
午
年
閏
十
月
　
　
　
　
　

右
村
名
主
連
印

伊

那
県
御
役
所

（
塩
ノ
井
大

束
文
書
）

こ

う

し

て

、
明

治

三
年

箕
輪

領

の

安
石

代

は
遂

に

廃

止
に

な

っ
た

が
、

こ

の
問

題

は
江

戸
時

代

の

ほ

と

ん

ど

全
期

間

を
通

じ

て
支

配

者

と
農

民

と

の
争

点
に

な

っ

て

お

り

、

農

民

は
村

の

存

続
死

活

の
問

題

と
し

て

そ

の
維

持

に

努

め
、

支

配

者

側

は

執

よ

う

に

ま

た
巧

妙

に

こ

れ

を
縮

小

あ

る

い
は
廃

止
に

持

ち
込

ん

で
税

収

の
増

加

を
図

る

う

と

し

た

と

い
え

る

。

三
　

村
人
の
生
活

Ｈ
　
近
世
の
農
業
経
営

１
　
耕
　
　
　
地

山
　
耕
地
の
拡
大

農
業
に
と
っ
て
耕
地
は
最
大
か
つ
基
礎
的
な
経
営
要
素
で
あ
っ
て
、
中
世
の
名

主
層
や
武
士
は
一
所
懸
命
と

い
う
よ
う
に
土

地
に
対
し
異
常

な
ほ
ど
の
執
心
を
示

し
た
が
、
近
世
の
農
民

も
生
活
安
定
と
向
上

の
た
め
に
耕

地
の
拡
大

に
努
力

を
傾

注
し
た
。
ま
た
、
農
業

が
主
要
な
生
産
業

で
あ
り
、
米

を
中

心
と
し
た
経
済

を
営

ん
だ
近
世
社
会
に
お

い
て
は
、

領
主
も
経
済

的
基
盤
強
化
の
た
め
、
積
極
的

に
新

田

開
発
に
努
力
し
た
。
そ
の
成
果
は
戦
国

時
代

の
動
乱

が
治
ま
っ
た
江
戸
時
代

の

平

和
な
社
会

の
初
期
に
石

高
の
急
増
に
な

っ
て
あ
ら

わ
れ
て

い
る
。

新
し
く
拓
く
田

や
畑
（
一
般
に
新
田
と
い
わ
れ
た
）
の
開
拓
方
法
は
、

従
来
の
屋

敷
や
田
畑

の
地
続
き
の
所
を
開
拓
す
る
（
切
り
添
え
）
方
法
と
、

新
た
に
離

れ
た
所

の
原
野
や
林
地
等
を
切
り
開
き
、
あ
る

い
は
用

水
堰
を
造
っ
て
田
々
畑

を
開
発

し

て
ゆ
く
方
法
が
と
ら
れ
た
。
前
者
は
農
民
自
身
の
自
発
的
意
欲
に
基
づ
く
も
の
が

多
く
個
人
的
に
、
あ
る

い
は
共
同

で
開
拓
し
た
よ
う
で
あ
る
。
後
者
の
開
発

は
多

く
は
頷
主
や
代
官
、

有
力
町
人
等

の
計
画

（
見
立
こ

に
よ
っ
て
行

な
わ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
新
田

開
発
は
江
戸
時
代
初
期
に
多
く
、
大

泉
村
か
ら
分
村
し
た
大
泉

新
田

村
は
時
の
代
官
加
集
杢
之
助
の
見
立
て
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
代

官
見

立
新

田

の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

新
し
く
開
拓
さ
れ
た
田

畑
は
数
年
間
鍬
下

年
季

と
称
し
て
無
年
貢

に
す
る
奨
励

策
が
と
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
、
や
が
て
熟
田

畑
に
な
る
と
新
田
検

地
が
行
な
わ

れ
て
村
の
石

高
に
加
え
ら
れ
、
は
っ
き
り
と
検

地
帳
の
上
に
土
地
の
耕
作
権
者
が

確
定
す
る
。
熟
田
畑
に
な

っ
た
と

い
っ
て
も
今
ま
で
の
田

畑
と
同

様
な
収
穫
を
あ

げ
る
の
は
困
難
で
、
土
地
の
位
付
け
は
下
田

・
下

畑
に
な
り
、
村
の
石

高
を
記

載

し
て
あ
る
「
高
帳
」
な
ど
に
も
新
下
田

、
新
原

畑
、
卯
原

畑
等
の
名
称
を
つ
け
旧

高

の
土
地
と
区
別
し
て
記
載
し
、
石
盛
、
免
（
租
率
）
と
も
か
な
り
低
く
お
さ
え
て

あ
る
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
の
新
田

が
新
し

い
村
を
つ
く
り
、
増
加
す
る
人
口
を
養

う
大
き
な
基
礎
に
な

っ
た
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な

い
。

慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
検
地
（
実
際
は
太
閤
検
地
と
同
じ
）
に
よ
る

南
箕
輪
地
域

内
各
村

の
石
高
合
計
は
一
八
三
四
石
六
斗
余
で
あ
る
が
、
そ

の
数
十
年

後
正
保
・
慶

安
・
承
応

の
一
斉
検
地
を
受
け
た
後
の
総
石

高
は
三
四
二
六
石

五
斗
余
り
と
な

っ

て
お
り
、
こ

の
間
に
約
一
・
八
倍
と
急
速
な
増
加
を
示
し
て

い

る
。

こ

の

急
速

な
石
高

の
増
加
が

ど
の
よ
う
な
形
で
行

な
わ
れ
た
か
資
料
が
な
く
明
ら
か
に
す
る

こ
と

は
困
難
で
あ

る
が
、
江
戸
幕
府

の
権
力

の
確
立
に
よ

っ
て
山
間
辺
地
の
隅

々

ま
で
そ

の
権
力
が
浸
透
し
、

農
民
や
土
地

が
完
全
に
把
握
さ

れ
た

こ
と
、

さ

ら

に
、
戦
国
時
代

か
ら
平
和
な
時
代

へ
の
転
換
に
よ

っ
て
農
民
た
ち
は
安
心
し
て
新

田

の
開
発

を
進

め
る
こ
と
が
で
き

た
こ
と
、
ま
た
、
領
主
ら
武
士
階
級
も
武
力
に

2 銘



よ

っ
て
地
位

の
向
上
を
図
る
時
代
の
終

っ
た
こ
と
を
察
し
て
、
自
己
の
経
済
的
地

盤
を
強
化
す
る
た
め
新
田

の
開
発
等
に
努
力
を
傾
注
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、

こ

れ
ら

の
こ
と
が
急
速
な
石

高
の
増
加
に
な

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
の
石

高
の

増
加

の
状
況

は
図
3
1
2
5
の
よ
う
で
あ
る
。
寛
文

六
年

二

六
六
六
）
の
新
田
検

地
高
入
れ
、

延
宝
六
年

（
一
六
七
八
）
の
沢
尻

地
区

の
新
田

高

入
れ
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
の
新
田
検
地
高
入

れ
と
石

高
の
増
加

が
か
な
り
急

で
あ
り
、

こ
の
江
戸
時
代
前
期

は
新
田
開
発

が
ま
だ
か
な
り
の
速
度
で
進

め
ら
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
元
禄
以

後
に

な
る
と
開
発
適
地

の
減
少
も

手
伝

っ
て
か
新
田

の
開
発

は
僅

か
に

な
り
、
安
永

九
年
に
二
六
〇
石
余

が
石
高
に
加
え
ら

れ
て

い
る

が
、
こ

れ
は
従
来
見
付
け
場
（
見
取
り
場
）
と
な

っ
て

い
た
も

の
が
検
地
に
よ

っ
て

石
高
に
加
え
ら

れ
た
も

の
で
幕
府

の
財
政
改
善

の
た
め

の
窮
余
の
策
で
あ

っ
て
、

急
速
に
開
発

が
進
ん

だ
も

の
で
は
な

い
。

㈲
　

開
田
の
内
容

新
田

開
発
に
つ

い
て
、
寛
文
と
貞
享
の
二
度
の
検
地
に
お
け
る
水
田

と
畑
と
の

比
率
を
面
積
比
で
計
算
し
て
み
る
と
、
水
田

が
約
一
三
％

、
畑
が
約
八
七
％

と
な

り
、
石

高
で
見
る
と
水
田

の
方
が
石

盛
が
高

い
の
で
水
田

が
一
八
％

畑
が
八
二
％

と
な
る
が
、
圧
倒
的
に
畑
の
比
率
が
高
い
。
農
民

に
し
て
も
領
主
に
し
て
も
水
田

の
開
発
が
望
ま
し

い
も
の
で
あ
っ
た
に
違

い
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
努
力
が
重
ね
ら
れ

た
で
あ
ろ
う
が
当
時
の
土
木
技
術
の
段
階
で
は
、
新
た
な
用

水
堰
を
造
っ
て
の
水

田

の
開
発
は
困

難
な
事
業
で
あ
っ
て
、
水
田

の
開
発

は
容
易

に
は
進
ま
な
か
っ
た

姿
　

た
め
で
あ
る
。
天

竜
川
沿

い
の
氾

濫
原

を
広
く
開

拓
し
て
安
定
し
た
耕
地
と
し
、

の
　

ま
た
、
洪
積
台
地
上

の
広
い
原

野
や

林
地
を
開

拓
し
て
肥

沃
な
水
田

と
す
る
こ
と

村
　

は
到

底
不
可
能

な
こ
と
で
あ
っ
て
、

ず
っ
と
後
の
時
代

を
待

た
な
け
れ
ば
な
ら
な

か口
　
　か
っ
た
の
で
あ
る
。

ぶ貝２
　
　

畑

の
開
発

は
村
落
西
方

の
洪
積
台
地
上

の
原

野
（
現
在
の
西
天
竜
水
田
地
帯
）
が

第

中

心
で
あ
っ
て
酸
性

の
度
合

い
が
強

く
、
当
時

の
人

た
ち
が
俗
に
「
黒
ぼ

い
」
と

4500石

42954291

（

見

取

高

入

）

40304029
3997

安

永

九

延
享
一
二
、
四

亨

憚

一

一

（

新

田

検

地

）

3593

延
宝

六

寛

文

一

一

－
一

寛
文

六

一

八
五
〇

三
〇

一
八
〇
〇

九
〇

八
〇

七
〇

六
〇

一
七

五
〇

四
〇

三
〇

二
〇

一
〇

一
七
〇

〇

心
　

ッ

心
胆

叩

言

卜

仁

一
六
五
゜

3
0神
子
柴
検
地
）
四
　
　
　

正
保
九
　

四
〇

4000

j500

3000

牡
ご四

2500

2000

1500

九
〇

八
〇

七
〇

六
〇

三
〇

二
〇

一
〇年

一
六
〇

〇

図3-25　 南箕輪地域内石高の増加状況
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第 ３章 村 の 近 世

呼

ん
だ
生
産
力

の
低

い
土
地
で
あ

っ
た
。
新
墾
畑
を
熟
畑
に
す
る
た
め
に
は
年

々

多
量

の
厩
肥

を
施
用
し
相
当

の
長

い
年
月
を
必
要
と
し
た
と
思

わ
れ
、
こ
の
洪
積

台
地
上

の
畑

は
原
畑
と
称
し

て
ず

っ
と
後

々
ま
で
一
段
低

い
石

盛
に
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
。

２
　

農
業
経
営
の
構

造

巾

経

営

規

模

近
世
に

お
け

る
当
地

の
農
業
経
営

の
規
模
は
ど
う
で
あ

っ
た
か
、
こ
れ
を
正

確

に
知

る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
が
、
村
内
に
残
さ

れ
た
資
料
を
手
掛
り

に

こ

れ

を

探
っ
て
み

よ
う
。

慶

安
二
年
（
一
六
四
九
）
の
「
田

帳
」
及

び
「
畑
帳
」
と
書
か
れ
た
検
地
帳
写

が

各
村

に
残

っ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
田
畑
一
筆
ご
と
の
品
等
、
面

積
、
名
請
人
、

耕

作
者
名
等

が
記
入

さ
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
初
期
の
農
業
の
状
態
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
大
切

な
資
料
で

あ
る
。
田
畑
村

の
場
合
総
面
積
は
水
田

一
一
町

四
反

三
畝

図3-26　 田畑村「田帳」と「畑帳」

慶安２年 の検地帳写（門屋文書）

弱
、
畑
三
〇
町
二
反
四

畝
弱
で
名
請
人
（
所
有

吉

数
は
二
五
名
、
耕

作
者
数
は
四

八
名
に

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を

個
人
別
に
集
計
し
て
名

請
け
（
所
有
）
面
積
及

び
耕
作
面
積
の
階
層
別

分
布
表
を
作
成
す
る
と

次
の
表
３
－
2
3
の
よ
う

で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
高
請

け
地

を
持
っ
た
百

姓

表3-23　 土地所有面積耕作面積別階層別

分布表（慶安２年田畑村）

階　　 層 所有面積 耕作面積

１ 反 未 満

１ ～ ３反

３～５反 未満

5 ～10 //

10～15 //

15～20 //

20～30 //

30～40　//

40～50 //

50～60 //

60～70 //

70 反 以 上

７

３

２

３

１

３

１

１

３

１

１１

６

８

９

８

３

３

計 25 48

(総面積41町６反６畝19歩)

（
本
百
姓
）
は
二
五
戸
、
無
高

の
百

姓
（
水
呑
と
も
い
う
）
は
二
三

戸
で

あ

り
、

こ

の
表
に
は
隣
村
等

へ
の
出
作
り

の
耕
地
が
入

っ
て

い
な

い
の
で
少
し
の
誤
差
は
あ

る
が
、
単
純
に
平
均
し
た
耕
作
面
積
は
一
戸
当
た
り
八
反

六
畝
程
度
の
規
模
に
な

る
。
さ

ら
に
、
そ

の
内
容
を
見
る

た
め
さ
き

の
田
帳
お
よ
び
畑
帳
に
記
載
さ
れ
た

土
地

の
個
人
別
集
計
表
を
作

っ
て
み

る
と
（
表
3
1
2
4）
、

二
町

歩
以
上

の
高
請
け

地

を
持

つ
者
が
六
人
あ
り
、
最
大

の
者
は
七
町
一
反

六
畝
余
を
持

っ
て

い
る
。
こ

れ
ら
の
百
姓
は
そ

の
高
請
け
地
も
多
く
を
他

の
百

姓
に
耕
作
さ
せ
て
お
り
、
地
主

と
し
て
の
性
格

を
強

く
も

っ
て

い
る
が
、

自
分
で
も

か
な
り

の
部
分
を
経
営
（
地

主
手
作
り
経
営
）
を
し

て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
地
主
手
作
り
経
営
と
思

わ
れ
る
家
が

六
戸

あ
り
、

そ
の
平
均
経
営
規
模

は
一
町

九
反
三
畝
で
、
最
大
二
町
七
反
五
畝
で

あ

っ
た
。

普
通

の
本
百
姓

の
経
営

は
ど
う
な

っ
て
い
る
か
、
高
請
け
地
を
持

っ
て

い
る
農

民

二
五
戸

の
う
ち
多

く
の
土
地

を
貸
し
付
け

て
い
る
地
主
的
性
格

の
強

い
先

の
六

戸

を
除

き
、
残

り
一
九
戸

を
普
通

の
本
百
姓
と
し

て
考
え
て
み

る
と
経
営
面
積
が

一
町

歩
以
上

の
も
の
が
四
戸

あ
り
、

一
戸

は
一
町

八
反

六
畝

夭

部
分

け

借

入

れ

地
）
を
耕

作
し
て
お
る
が
、

反
面
で

一
反
歩
未
満

の
も

の
が
二
戸
あ
り
そ

の
平
均

220



第 ２節 村　 の 。姿

表3-24　慶安２年高請地・自作地・小作地・経営面積農家別一覧表（田畑村田帳畑帳より作成）

レ
自　 作　 地 貸　 付　 地 高請土地

面 積 計

借（小作）地

経営面積 備　考
田 畑 田 畑 田 畑

①

②

③

④

⑤

⑥

町 反畝歩5 7.18

11 6. 23

6 3.07

1.29

5 0.04

4 0.25

町
反畝歩

179.03

1 5 8.28

8 5.26

1 7 4.00

1 5 5.05

7 8.22

町
反畝歩

1 3 0.17

9 7.06

7 4.19

8.09

4 6.12

6 1.19

町
反畝歩

349.06

116.16

242.04

262.25

5 9.15

1 0 0.02

町
反畝歩

7 1 6.08

489.13

465.26

447.03

3 1 1.06

281.08

町
反畝歩

236.21

275.21

149.03

175.29

205.09

119.17

1　　

3.21

小　計 330.16 831.24 4 18.22 11 3 0.02 271 1.04 11 6 2. 01

7

8
9
10
11

12
13
14

15
16

1.7
18
19

20
21
22

23
24
25

3 7.01
6 3.22
6 6.28

2.15
4 7.18

3 3.23
3 2.10

7.24
6.06

2.13
1.12
0.07

6 3.01

7 7.16
6 9.23
7 2.13
6 0.21
7 5.29

2 3.04
17.15
17.20

8.24

3.10

0.04

2 2.02
6.23

1.29

3 2.20

10.04

1 18.24

1 5 4.24
7 0.15

1 5 4.18
1 8 3.01
120.01

6 0.21
7 5.29
3 3.23

3 2.10
2 3.04

1 7.15
1 7.20

8.24
7.24
6.06
3.10
2.13
1.16
0.07

0.12

6.23
2.01

2 8.17
13.24

5.20

14.01
6 8.20

0.08

3.03

1 6.14

8.18

10.04

1 16.14
8 6.13

1 0 0.02
6 6.25

1 4 4.26
7 8.18

1 2 0.01
7 7.05
7 5.29
3 3.23
4 7.21
2 5.05
4 6.02
3 1.14

14.14
7.24
6.06

1 3.14
16.14

1 8 6.20
8 6.28

平均
6 6.16

③の合地
｜

⑥の合地
」

小　計 11 8 9.21

26

27
28

29
30
31
32

33
34

35
36
37
38

39
40

41
42
43

44
45
46

47
48

2 9.14
4 9.26

4 3,13
2.11

2 0.02

1.02
0.02
0.18

19.00
3 1.05

5 0.02
4 2.05

4.19
2 2.02

8 7.03
7 1.02
7 2.26
6 3.11

1.26
2 0.06

2 2.15
33.06

4.05
3.18
3.H

1 5.14

5 1.09
2 3.15

0.02
1 7 7.22

3 6.09

3 2.20
6.09
3,20

116.17
120.28
1 16.09

6 5.22
1.26

2 0.06
4 2.17
3 3.06

4.05
3.18
4.13

15.16
0.18

7 0.09
5 4.20
0.02

227.24
4 2.05
3 6.09
4.19

5 4.22
6.09
3.20

①の合地
①の合地
①の門屋
①の門屋

①の門屋
レ

4 5.15

④の門屋
」

小　計 10 4 6.15

注　 他村への出 作　 他村よりの入作関係を除く

22j



村 の 近 世第 ３章

規

模
は
六
反

六
畝

余
で
、
地
主

手
作

り
経
営

の
三
分

の
一
以
下

の
小
規
模
経
営
で

あ
る
。

当
時

の
本
百

姓
の
生
活

の
最
低
限
度

は
四
～
玉
石

の
石
高

が
必
要
で

あ
っ
た
と

い
わ
れ
る
が
、

そ
れ
に
達

し
て
い
な
い
農
家

が
約
半
数

の
八
戸

あ
り
、

こ
れ
ら
の

農
家
で
は
他
に
余
業

を
持
た
な
け
れ
ば
生
活

を
維
持

す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。

水
呑
百

姓
二
三

戸
の
経
営
は
、
一
町
以

上
の
経
営
を
し
て
い
る
も
の
が
四
戸
み

ら
れ
る
が
平

均
規
模
は
四
反

五
畝
余
と
普
通
本
百

姓
の
経

営
よ
り
さ
ら
に

小
さ
く

極

め
て
零

細
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、

こ
の
小
作
人
が
支
払
わ
ね
ば
な

ら
な

い
小
作
料
は
元

禄

コ

ー年
（

二
（

九
九
）
の
南
殿
村
明
細
帳
に
記

載
さ
れ
た
も

の
を
掲
げ
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

一
上
田
一
反
に
付
き
　
入
れ
上
げ
米
　
弐
斗
～
弐
斗
三
升

一
中
田

一
反

に
付

き

一
下
田

一
反

に
付

き

一
新
下

田
一
反

に
付
き

一
卯
新
下

田
一
反

に
付
き

一
上
畑
一
反

に
付
き

一
中
畑
一
反

に
付
き

一
下
畑
一
反

に
付
き

一
麻
畑
一
反

に
付
き

一
原
畑
一
反

に
付
き

μμμμ　　 μ　 μ　 μ　　 μ　　 μ

壱

斗
五
升

～
壱

斗
七
、
八
升

右
同
断

右

同
断

右
同

断

壱
斗
弐
升
～
壱
斗
三
升

壱

斗
～
壱
斗
弐
升

右
同
断

八
升
～
壱
斗
迄

三
升
程

但
し
年
貢
米
ば
か
り
の
と
こ
ろ
も
あ
る
。

（
大
宗
館
文
書
）

こ

の
小
作
料

の
高
さ
は
石
盛

の

Ｉ
〇
～
一
五
％

で
あ

っ
て
、
そ
れ

ほ
ど
高
率
で

は
な

い
が
貢
租

の
外
に
こ

れ
を
支
払

わ
ね
ば
な
ら
な

い
小
作
農
民
に
と

っ
て
は
大

変
な
負
担
で
あ
り
、
四
反
五
畝
と

い
う
経
営
面
積
と
考
え
合

わ
せ
る
と
き
大
部
分

の
水
呑
百
姓

は
、
他
に
何
ら

か
の
生
活

の
手

だ
て
を
考
え
な

い
限
り
生
活
を
維
持

す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う

か
。

図3-27　 右　寛保3 （1743 ）年田畑村持高帳

左　 宝暦10（1760 ）年田畑村惣地押 え帳（門屋文 書）

次
に
江
戸
時
代
中
期

の
農
業
経
営
は

ど
う
な

っ
た

だ
ろ
う
か
。

元

文
三
年
（
一

七
三
八
）
、
寛
保
三
年

二

七
四
三
）
、
安
永
六
年

二

七
七
七
）
の
田

畑
村
高
帳
、
宝

暦

一
〇
年

（
一
七
六
〇
）
「
地
押
え
野
帳
」

か
ら
個
人
別
に
耕
地
を
集
計
し
、
階
層

別

に
分

布
表

を
作
成
し

た
も
の
が
表
3
1
2
5
で

あ
る
。

こ
の
表
に

よ
っ
て
見

る
と
、
農
家
戸
数

の
増
加

も
関
係
し

て
一
石
以
上
三
石
未

満
（
一
反
圭
二
反
）
と
三
石
以
上
五
石
未
満
（
三
反
～
五
反
）
の

小

石

高
の
農
家

が

急
増
し
て
お
り
、

】
○
石

上

一
〇
石

の
中

堅
農
家
戸

数
は
年
度

に
よ
り
若
干

の
変

動
か
お
る
が
ほ
と
ん
ど
増
加
は
し
て

い
な
い
。
反

面
で
、
二
〇
石
以

上
の
有
力
農

家
へ
の
土
地
の
集
中
が
見
ら
れ
る
。
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姿の村第2 節

表3-25　江 戸時代中期石高（面積）別農家戸数（ 田畑村）

上卜
元文3

(1738)
田 畑 村

高帳 より

寛保3
(1744)

同　左

安 永6

(1777)

同　左

宝
暦10(1760)

田畑村総地押え帳 より

反　別 戸　数

１ 石 未 満

１～３石未満

3 ～５　 μ

5 ～10　//

10～15　 μ

15～20　//

20 ～30　 μ

30～40　 μ

40～50　//

50 石 以 上

戸　 数　 計

４

２８

１３

２２

３

２

３

１

１

０

７７

8

20

15

20

5

4

4

1

0

0

77

15

31

20

16

9

1

5

1

2

0

100

１反未満

1～3反 未満

3～５　μ

5～10 //

10～15//

15～20//

20～30//

30～40//

40～50//

50反以上

戸 数 計

12

21

15

24

10

9

5

4

1

0

101

総　 石　 高
590石

5斗9升6合

590石
5斗9升6合

648石
6斗8升9合

総 面 積 71町6反9畝

平 均 規 模 8反3畝 8反3畝 5反9.5畝 平均面積 7反1畝

か
戸
考

注　 １　 上表の石 高及び反別が所有石高又は反別であるか経営石 高又 は反別 であ る

資料の上からは直 ちに明確 ではないが元禄15年宗門帳の本 百姓数 が39戸，

数50戸宝暦６年 の本百姓数61戸 であるところか ら上表の戸 数は経 営戸数 と

えて大きな誤 ㈲まないと考えたい。
２　平均規模は当時の田畑村の平均石 盛1,09石 で除して面積を計算した。

石
高
か
ら
総
耕
作
面
積
を
概
算
し
戸
数
で
除
し
て
平
均
経
営
規
模
を
計
算
し
て

み
る
と
、
元
文
三
年
、
寛
保
三
年
の
八
反
三
畝
か
ら
宝
暦
一
〇
年
の
七
反
一
畝
安

永
六
年
の
五
反
九
・
五
畝
、
と
か
な
り
縮
小
し
て
い
る
。

江
戸
時
代
後
期
に
つ
い
て
は
田
畑
村
の
所
有
石
高
の
分
布
表
を
作
成
す
る
と
表

3
1
2
6の
よ
う
で
あ
り
、
石
高
は
三
反
～
一
町
未
満
層
に
集
中
す
る
傾
向
を
示

し
、
一
反
圭
二
反
未
満
の
貧
農
層
が
や
や
減
少
し
て
い
る
が
、
平
均
経
営
規
模
は

七
反
八
畝
～
七
反
九
畝
と
中
期
末
よ
り
少
し
拡
大
し
て
い
る
が
大
差
な
く
、
七
～

八
反
程
度
の
小
農
経
営
が
一
般
化
す
る
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

表3-26　 江戸時代石高別 農家戸数

二卜
文政６年

(1823)

文政７年

(1824)

慶応２年

(1866)

１ 石 未 満

１ ～３石未満

3 ～5　//

5 ～10　//

10 ～15　//

15 ～20　//

20 ～30　 μ

30～40　//

40～50　//

50 石 以 上

戸　 数　 計

8

11

18

23

10

7

2

0

1

1

81

７
(内１無高)

13

18

23

11

5

2

0

1

1

81

16
(内１無高)

10

16

23

7

3

5

0

0

1

81

総　 石　 高 石
699,662 699,662 700,580

平 均 規 模 7反9畝 7反9畝 7反8畝

(門屋文書より作製)

次
に
、
経

営
規
模
に
関

連
し
て
水
田

と
畑
と
の
割
合
に
つ
い
て
み
る
と
、
里

方

の
村
と
さ
れ
る
天

竜
川

沿

い
の
村

々
に
て
も
水
田

の
割
合
は
意
外
に
少
な

い
。
正

保
－

慶
安
承
応
の
一
斉
検
地
の
高
請
け
地
に
お

い
て
、
北
殿

村
が
水
田

の
割
合

が

最
も
高
く
面

積
で
四
九
％

、
石

高
で
五
六
％

、
南
殿

村
で
は

面

積

で

三
六
・
六

％

、
石

高
で
四
二
％

、
神
子
柴

村
で
面

積
で
四
一
・
七
％

、
石

高
で
四

八
・
六
％

で
あ

宍

田

畑
村
で
は
「
当
村
の
儀
里
筋
に
御
座
候
得
共
田

方
少
々
に
て
畑
方

勝

ち

の
村
方
故
」

呈

暦
四
年
村
指
出
明
細
帳
）
と

い
う
よ
う
に
面
積

で
二
七
・
四
％

、

石
高
で
三
二
％

と
少
な

い
。

こ

の
傾
向

は
ど
の
村
も
時
代
が
進
む
に

つ
れ
て
一
層
強
く
な

っ
て

い
る
。

山
方

の
村
で

あ
る
大
泉
村
に

つ
い
て
み
る
と
、
天

和
二
年
（
一
六
八
二
）
の
「
免

相
定

め
の
事
」

示

宿
文
書
）
の
中
に
下
田

の
分
米
三
石

三
斗
余
と

記
載
さ
れ
て
お

り
、
元
禄

コ

ー年

二

六
九
九
）
の
「
大
泉
村
分
米
帳
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ

れ
て
い
る
。
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第３章 村 の近世

一
高
五
百
九
拾
九
石
弐
斗
九
升
六
合

此
反
別
　

五
拾
五
町
六
反
拾
壱
歩

田

方

―
　

―

畑

方

下
田
　
弐
反
五
畝
拾
六
歩

分
米
　
三
石
三
斗
壱
升
九
合
　
　
　
十
三
盛

（
以
下
略
）

（
中
宿
文
書
）

こ
の
よ
う
に
、
下

田
二
反
五
畝

コ
（

歩
、
分
米
三
石
三
斗
一
升
九
合
と
あ
り
、

極

め
て
少
面
積

だ
が
水
田
か
お

る
。
し

か
し
、
天
和
二
年

の
免
状
の
中
で
の
下
田

の
取

り
米
（
貢
租
）
の
租
率

は

Ｉ
ツ
四
分
で
上
畑
よ
り
も

低

い
も

の
に
な

っ
て

い

る
。
さ
ら
に

承
応
二
年

の
「
水
帳
」

お
よ
び
享
和
二
年

二

八
〇
二
）
の
「
高
反

別

取

り
米
仕
訳

書
上
帳
」

荷

れ
も
中
宿
文
書
）
に

は

同

じ
面
積

の
土
地
が
下
田

畑
成

り
と
し
て
、
畑

と
し
て
扱

わ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
か
ら
、
一
度
は
田
と
し
て
造
成

さ
れ
た
が
濯
漑
用
水
不
足

の
た
め
か
、
水
田
と
し

て
の
扱

い
を
す

る
こ
と
が
で
き

ず
、
畑

と
同

じ
貢
租
率

と
し

た
り
、
畑
と
し

て
扱

っ
た
こ
と
と
思

わ
れ
る
。
天

保

五
年
（
一
八
三
四
）
の
新
田
検
地
に
際
し

て
二
反
一
畝
余
り
が
始

め
て
完
全
な
田

と

し
て
記
載

さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
お
り
、
そ

れ
ま
で

の
長

い
期
間
他
村

へ
の
出
作

り
に
よ
る
水
田
耕
作

が
少
面
積

あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
が
、
大
泉
村
自
体
は
完
全
な

畑

作
村

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

㈲
　

農
業
労
働
力
の
面
か
ら
見

た
経
営
の
変
化

江
戸
時
代
前
期

の
長
業
経
営
に

お
け

る
経
営
主
体
と
労
働
力

の
姿
は

ど
う
な

っ

て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
の
北
殿
村
宗
門
改
帳
を
み
る
と
、

全
戸
数

は

コ
（

戸
で
一
戸
当

た
り
平
均
人
数

は

Ｉ
〇
・
五
人
で
あ

る
が
、
そ
の
中

に
数
戸

の
有
力
農
民
と
思

わ
れ
る
大
家
族

の
家
が
あ
る
。
そ

の
三

戸
の
例
を
左
に

掲
げ
て
考
え
て
見

よ
う
。

一

禅
宗

仁
右
衛
門

⑩
一

女
　

房
　

⑩

下

人
　
善
三
郎
　

⑩

女
　

房
　

⑩

門
ノ
　

三
十
郎
　

⑩

女
　

房
　

⑩

門
ノ
　

小
平

次
　

⑩

女
　

房
　

⑩

男
子
　

才
三
郎
　

⑩

女
　

房
　

⑩

男
子
　
辰
　

蔵
　

⑩

男
子
　

と
ら
十
　

⑩

女
子
　
長
　

問
　

⑩

（
以

上
十
三
人
）

一
禅
宗
　

肝

煎
　
正
右
衛
門
⑩

女
　

房
　

⑩

男
子
　

伝
三
郎
　

⑩

女
　

房
　

⑩

男
子

男
子

門
ノ

太
兵
衛

介ち
　

い

う
　

ば

男
子

丈

⑩⑩⑩⑩⑩

門

ノ
　

善

右

衛

門

⑩

一

女
　

房
　

⑩

男

子
　

犬

若

⑩

‐‐‐‐

男

子
　

や
　

く
　

⑩

一

男

子
　

勘

四
郎
　

⑩

女

房

⑩

一

（
以

上

十
五

人

）

一

禅
宗
　
　

三

郎

兵

衛

⑩

一

女
　

房
　

⑩

男

子

下

人
男
子

男
子

男

子

／／下

人

／／下

人
男
子

三
　

蔵
　

⑩

松
　
　
　

⑩

ま
　

き
　

⑩

せ
ん
ま
　

⑩

久

太
郎
　

⑩

若
　
　
　

⑩

女
　

房
　

⑩

せ
ん
ど
う
⑩

新

蔵

⑩

せ

ん

⑩

亀

⑩

う

ば

⑩

と

ら

⑩

清

八
郎

⑩

女
　

房
　

⑩

隠
居
次
郎
右
衛
門
⑩

う
　

ば
　

⑩

門
ノ
　

庄
　

吉
　

毎

女
　

房
　

⑩

男
子
　

た
　

ん
　

⑩

″
　

犬
　

若
　

⑩

下
人
　

と
　

ら
　

⑩

門

ノ
　
伝
右
衛
門
⑩

女
　

房
　

⑩

男
子
　

半
十
郎
　

⑩

女
　

房
　

⑩

男
子
　

長
兵
衛
　

⑩

下
人
　

う
　

め
　

⑩

だ
　
　
せ
　

ん
　
⑩

下
男
　

千
　

十
　

⑩

門

ノ
　

ぢ
　

い
　

⑩

う
　

ば
　

⑩

門
ノ
　
喜

左
衛
門

⑩

女
　

房
　

⑩

（
以

上
三
十
六
名
）

（
『
県

史
資
料
第

四
巻
』
）

こ

の
三

戸
の
家

族

構

成

を

み

る

と

三

戸

と

も

戸

主

夫

婦

と

子

供

の

ほ

か

に

、

兄

弟

あ

る

い

は
子

供

夫

婦

、

門

ノ

と

書

か

れ
た

門

屋

と

考

え

ら

れ

る

家

族

お

よ

び
下
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人
等
を
含
む
極
め
て
複
維
な
構
成
の
大
家
族
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に

抱
え
ら
れ
て

い
る
門
屋
と
戸
主
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
一
戸
で
二
～
四

組
の
門
ノ
と
記
載
さ
れ
て

い
る
家
族
を
含
め
て

い
る
が
、
そ
の
中
の
下

人
の
記
載

様
式
か
ら
み
て
、
九
組
の
「
門
ノ
」
の
う
ち
三
郎
兵
衛
家
の
門
ノ
は
自
分
の
下

人

を
抱
え
て

い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
判
断
し
て
門
ノ

往
戸
主
と
の
間

に
強

い
従
属
関
係
を
持
ち
、
宗
門
帳
で
は
一
戸
前
で
は
な

い
が
、
戸
主
の
屋
敷
の

一
部
に
別

の
家
を
持
ち
門
屋
と
し
て
独
立
の
生
計
を
営
ん
で

い
た
も
の
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

血
縁
関
係
に
あ
る
家
族
に

つ
い
て
も
戸
主
お
よ
び
そ
の
後

継

者
（
長
男
）
の
家

族
と
、
他

の
兄
弟
夫
婦

の
家
族
と
を
分
け
て
記
載
し
、
中
に
は
下

人
を
も
分
け
て

記
載
し
て

い
る
例
か
お
る
。
そ

れ
ぞ
れ
あ
る
程
度
の
独
立
性
を
認
め
る
こ
と
が
で

き

る
。

次
に
、
田
畑
村

の
慶
安
二
年
（

二
（

四
九
）
の
田

帳
、
畑
帳
に
は
次
の
よ
う
な
記

載
が

か
な
り
多

い
。

羽
場
垣
外

田
ノ
久
保

上
田
四
畝
拾
三
歩

下
田
壱
反
二
畝
歩

伝
四
郎
分
孫
蔵

勘
左
衛
門
分
勘
助

こ
の
よ
う
な
記
載
形
式
は
古
い
時
代
の
も
の
に
は
田
畑
村
だ
け
で
な
く
他
の
村

々
も
同
様
で
あ
る
。
右
の
記
載
で
伝
四
郎
、

勘
左
衛
門
は
土
地
の
名
請
人
（
所
有

者
）
で
あ
り
、
孫
蔵
、
勘
助
等
は
そ
の
土
地
を
耕
作
し
て
い
る
作
人
と
考
え
ら
れ

姿
　
て
い
る
。
こ
の
作
人
が
ど
う
い
う
形
で
作
人
と
な
っ
た
か
、
単
純
な
貸
借
関
係
に

七？
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぶ
ん
づ
き

の
　

あ
る
小
作
人
な
の
か
、
分
付
百
姓

と
し

て
従
属
関
係
に

あ
る
の
か
判
断

の
資
料
に

村2節第

乏
し
い
が
、
こ
の
時
代
で
は
分
付
百
姓
で
あ
ろ
う
。
伝
四
郎
分
の
総
所
有
面
積
は

七
町
一
反
五
畝
余
り
で
こ
の
時
代
こ
の
村
の
鏝
大
の
土
地
所
有
者
で
あ
り
、
二
町

余
の
自
作
地
の
ほ
か
は
Ｉ
〇
人
ほ
ど
の
作
人
に
耕
作
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
作
人
の

う
ち
の
数
名
は
伝
四
郎
分
の
土
地
だ
け
を
耕
作
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
は

他
の
六
人
の
大
土
地
所
有
者
に
も
あ
り
、
い
ず
れ
も
専
属
的
な
作
大
二
人
乃
至
数

人
を
持
っ
て
い
る
。
田
畑
村
は
後
で
述
べ
る
南
殿
村
に
比
べ
早
く
か
ら
土
地
所
有

の
分
散
が
見
ら
れ
、
二
五
名
の
百
姓
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
る
が
、
上
位
六
人

の
所
有
地
を
合
計
す
る
と
全
耕
地
の
約
六
八
％
と
な
宍

有
力
農
民
に
土
地
が
集

中
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
田
帳
、
畑
帳
の
記
載
様
式
と
併
せ
て
考
え
る
と
き
、

有
力
農
民
は
分
付
主
で
あ
っ
て
、
無
高
の
百
姓
と
な
っ
て
い
る
者
の
中
に
は
そ
れ

に
従
属
し
た
分
付
百
姓
が
か
な
り
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
農
村
に
お
け
る
従
属
関
係
と
農
業
経
営
の
主
体
と
し
て
の
作
大
、
お

よ
び
労
働
力
の
関
係
を
探
る
た
め
に
次
の
南
殿
村
が
代
官
に
出
し
た
「
男
女
数
・

馬
数
改
帳
」（
寛
文
一
二
年
）
を
見
よ
う
。

男
女
人
数
・
家
数
・
馬
数
改
帳
（
抜
粋
一
部
再
掲
）

▲
長
兵
衛
分

一
　

父
　

七
左
衛
門

一
　

母

一
　

女
房

一
　
下

人
　

五
人

一
　
下

女
　

六
人

／
拾
五
入
内

馬
四
疋

→
女男
∧七
人人

一

一

女長 ・
三同

房 郎人
門
屋

男
子
　

壱
人
う
し

／
三
人
内
｛
パ
こ
以

馬
壱
疋

・
同
人
門
屋

一
　
勘

三
郎

女
　

房

女

子
壱
人

／

三
人
内

六
万
大（

惣
人
数
　

弐
拾
壱
入

家
数
三
節
塵

馬
　

五
疋

▲

権
七
郎
分

父
一
母

脳
皿

一
女
房

一
女
子
　

壱
人
か
め

／
五
人
内

牛
一
疋

一
清

七
郎

女
　

房

→
女 男

三 弐

人 人

男
　

壱
人

／

三
人
内
｛

馬
　

一
疋

昌
女男

壱弐
人人

一
清
左
衛
門

女
房

男
子
　

壱
大
　
伝

三
郎

女
子
　

壱
大
　

み
や

／
四
人
九

谷

（

馬
壱
疋

・
同
人
門
屋

一
勘
太
郎

女
房

女
子
　

壱
大

た
ま

／
三
人
内｛
（

七
に
Ｉ

惣

人
数
　

拾
五
人
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家
数
四
間
一

宍一

礁

に
胆
（
背

父母女
　

房

下
女
　

壱
人

／
五
人
九

谷

以

一

女 母 茂y 馬
房　　　 Ｃ

兵　二
疋

弟
左
五
平

女
房

／
五
人
輿

贅

六

一
権
兵
衛

女
房

長

人
九
谷
（

・
同
人
門
屋

一
清
蔵女

房

／
弐
人
輿

谷
（

惣
人
数
　

拾

弐
人

馬
　

二
疋

馬

壱
疋（

大

宗

館

文

書
）

こ
の
改
帳
に
は
六
戸
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
三
戸
を
抜
吉
書
に
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
直
系
の
夫
婦
と
子
供
の
ほ
か
傍
系
の
夫
婦
と
そ
の
子
、

あ
る
い
は
隷
属
者
の
夫
婦
と
そ
の
子
、
下
人
を
も
含
ん
だ
複
雑
な
構
成
に
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
構
成
員
が
す
べ
て
同
一
の
建
物
の
中
に
生
活
し
て
い

た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
い
く
つ
か
の
生
活
単
位
に
分
か
れ

別
に
家
を
構
え
て
生
活
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
長
兵
衛
家
に
つ
い
て
み
る

と
、
家
族
構
成
の
後
に
家
数
が
三
間
（
軒
こ
っ
ち
一
軒
本
屋
、

二
軒
門
屋
と
記
さ

れ
て
あ
り
、
長
兵
衛
夫
婦
と
そ
の
父
母
及
び
長
兵
衛
の
下
男
五
人
下
女
六
人
の
計

一
五
人
が
本
屋
で
生
活
し
、
長
三
郎
と
そ
の
家
族
の
三
人
、
勘
三
郎
と
そ
の
家
族

の
三
人
と
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
門
屋
と
称
さ
れ
る
一
軒
の
家
に
生
活
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
権
七
郎
家
に
つ
い
て
も
同
様
で
本
屋
に
は
権
七
郎
の
直
系
の
家
族
五
人

が
生
活
し
、
お
ぢ
の
清
七
郎
と
そ
の
家
族
、
い
と
こ
の
清
左
衛
門
と
そ
の
家
族
と

は
そ
れ
ぞ
れ
合
地
と
呼
ん
で
別

の
家
に
住
み
、
勘

太
郎
と
そ
の
家
族
は
門

屋
に
生

活
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
合
地
、
門
屋

の
人

た
ち
の
中
に

は
本
屋

と
は
別
個
に
馬

を
持

っ
て
い

る
よ
う
に
記
載

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み

て
も
、
単
に

生
活

を
別
に

し
て
い
る

だ
け
で
な
く
農
民

と
し
て
独

立
し
た
経

営
の
単
位

と
な
っ
て
い
た
と

考

え

ら

れ

る
。
こ
の
改
帳
に
は
土
地
関

係
の
記

載
が
全
く
無
い
が
、
江
戸
時
代
中
期

の
南
殿

村

宗
門

改
帳
を
み
る
と
、
村

全
体
の
石

高
二
三

六
石

七
斗

余
を
僅
か
五

人
の
有
力

農
民

だ
け
で
持
っ
て
い
る
。
本
百

姓
数
は
二
七
戸

と
な
っ
て
い
る
が
そ
の
大
部

分

が
こ
れ
ら
有

力
農
民

の
地
下

高
の
内

と
記
載

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
有
力

農
民

は

寛
文
の
時
代

の
長
兵
衛
、
権

七
郎
、

次
郎
兵
衛

等
の
後
裔

で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間

違

い
が
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
長
兵

衛
、
権

七
郎
、

次
郎
兵

衛
ら
は
寛
文
の
こ
ろ

相

当
大
き
な
石

高
を
持
っ
て
お
り
、

そ
の
う
ち
か
な
り
の
部

分
を
自

分

で

経

営

（
分
付
主
手
作
り
経
営
）
す
る
一
方
、
残
余

の
土
地

を
前
記

の
自
己
名
儀

の
「
分
」
と

し
て
記

載
さ
れ
て

い
る
合
地
、
門
屋

等
の
農
民
、

あ
る
い
は
隠
居

牟

老
い
た
父
が

二
、
三
男
の
一
人
と
隠
居
す
る
こ
と
が
多
い
）
に

分
与

し
て
耕

作
さ
せ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
・

長

兵
衛
、
権
七
郎
、
次
郎
兵
衛
等
は
「
分
付

主
」
で
あ
り
、

主

家

で

あ

る
。
合
地
、
門
屋

等
の
農
民

は
程
度

の
差
は
あ
っ
て
も
何
ら
か
の
意

味
で
主
家
に

対
し
て
従
属
あ
る

い
は
隷
属
の
関

係
に
あ
り
、

「
分
付
百

姓
」
と
い
わ
れ
、
年
貢

夫
役
等
は
主
家
で
あ
る
分
付
主
を
通
し
て
負
担
す
る
と

い
う
関

係
に
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

分
付
主
は
か
な
り
広

い
自
作
地
を
家
族
労
働
の
ほ
か
、
自
家
の
下

男
下
女

を
使

っ
て
耕
作
を
す
る
が
、
自
己
の
従
属
下

の
門
屋
、
合
地
等
の
労
働
も
提
供
さ
せ
て

経
営
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
属
農
民
に
分
与
し
て
耕
作
さ
せ
て

い
る
自
己

名

儀
の
土
地
の
年
貢

負
担
の
責
任
者
と
し
て
、
彼
ら
を
支
配

し
て

い
た

も

の

で

あ

り
、
合
地
、
門

屋
等
の
分
付
百

姓
は
分
与
さ
れ
た
土
地
を
耕
作
し
て
自
己
の
生
活

を
保
ち
、
そ
の
恩

義
に
報

い
る
代

償
と
し
て
、
あ
る

い
は
労
働
地
代

の
形

と
し
て

主
家
に
対
し
て
労
働
も
提
供
す
る
義
務
を
負

っ
て

い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

延
宝
三
年
（

二
（

七
五
）
の
神
子
柴

村
の
宗
旨
改
帳
を
み
る
と
南
殿
村

の
改
帳

の

2 加
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よ
う
な
分
付
形
式
の
記
載
は
な
い
が
、
宗
門
帳
の
上
で
一
戸
前
と
は
な

ら
な

い

が
、
独
立
の
生
計
を
営
む
と
考
え
ら
れ
る
地
下
（
合
地
）
家
族
一
二
戸
分
、
門
屋

家
族
杢
戸
分
か
有
力
農
民
一
二
戸
の
中
に
従
属
し
て
記
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

実
質
的
に
は
同
じ
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

中
世
末
期
久
保
に
穂
高
氏
、
棚
木
氏
、
北
殿
に
倉
田
氏
、
大
泉
に
大
泉
氏
、
南

殿
に
情
水
氏
、
有
賀
氏
、
田
畑
に
旦
戸
氏
、
神
子
柴
に
高
木
氏
、
沢
尻
に
宮
島
氏

等
の
武
士
や
地
待
が
お
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
多
く
は
武
田
信
玄
の
伊
那
攻
略
の
際

箕
輪
氏
に
属
し
て
戦
い
、
箕
輪
氏
の
滅
亡
後
農
民
に
な
り
、
も
し
く
は
太
閤
検
地

の
こ
ろ
こ
の
地
の
農
民
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
等
の
大
た
ち
は
他
地
方
か
ら
地
方

官
あ
る
い
は
荘
官
等
と
し
て
こ
の
地
に
来
て
土
着
し
た
も
の
も
あ
ろ
う
が
、
多
く

は
土
地
の
農
民
と
し
て
生
活
を
し
な
が
ら
耕
地
を
開
拓
し
て
名
主
に
、
さ
ら
に
、

有
力
名
主
に
成
長
し
て
し
だ
い
に
武
士
化
し
た
大
た
ち
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
再
び

農
民
に
も
ど
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ほ
か
に
武
士
化
し
な
か
っ
た
名
主
層
も
相
当
数

居
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
さ
き
に
み
た
分
付
主
と
は
こ
の
よ
う
な
中
世
名
主
層
の

近
世
初
期
に
お
け
る
姿
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
近
世
中
期
以
降
の
農
業
経
営
及
び
農
業
労
働
力
の
姿
は
ど
う
変
化
し
て

い
る
か
、
こ
れ
を
家
族
構
成
の
変
化
か
ら
考
察
し
て
見
よ
う
。
南
殿
村
及
び
田
畑

村
宗
門
帳
か
ら
家
族
構
成
の
状
況
を
表
示
す
れ
ば
表
３
－
2
7
の
よ
う
に
な
る
。
こ

の
表
の
南
殿
村
分
に
つ
い
て
み
る
と
、
天
和
・
貞
享
二
九
禄
と
時
代
が
進
む
に
つ

れ
て
一
戸
当
た
り
の
平
均
家
族
人
数
は
し
だ
い
に
増
加
し
、
元
禄
五
年
（
一
六
九

三

に
は
一
六
・
九
人
と
い
う
大
家
族
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
戸
数
も
増
加
し

両
者
相
伴
っ
て
村
全
体
の
人
口
も
急
速
に
増
加
し
て
、
こ
の
時
代
の
社
会
の
急
速

な
発
展
の
様
相
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
戸
当
た
り
の
平
均
家
族
人
数
に
お

い
て
は
少
人
数
の
家
も
か
な
り
あ
り
、
家
族
人
数
の
上
で
の
両
極
へ
の
分
化
の
傾

向
が
読
み
と
れ
、
大
人
数
の
家
で
は
下
人
数
が
急
速
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

と
こ
ろ
が
、
宝
暦
の
時
代
に

な
る
と
様
相

が
す
っ
か
り
変

わ
り
、
一
戸
当

た
り

の
家
族
人
数
は
五
～
六
人
と
な
宍

南
殿
村

で
は
下
人
数

の
著
し

い
減
少
に
伴

っ

て
人
口
も
急
速
に
減
少
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
変
化
の
原
因

を
探
り
農
業
経

営
の
主
体

の
変
容

と
、
農
業
労
働
力

の

実
態
を
み
る
た
め
再
び
家
族
構
成
の
内
容

を
示

す
例

を
挙
げ
て
み

よ
う
。

南
殿
村
宗
旨
改
帳
（
抜
粋
）
　（
大
宗
館
文
書
よ
り
）

一
軒

犬　
μ　μ　　μ　μ　μ 次 妹 母 弟 娘

回　Ｏ Ｏ Ｏ 下 Ｏ Ｏ Ｏ 郎 ひヽ 　 善 ま 女 次

弐　　　　 女 ○　 ○兵　　　 兵　　　 郎
人 ○ ○ ○　 ○ ○ ○衛 め　 衛 っ 房 兵

輿　　　　　　 〇 下　　　　　　　　 衛

女男　　　　　　　　　　 人
二 二　 三 一 二　 二 五 二　 二 三

七五 四 六 一　 二 三 六　 八 七 一 五 七 六

天

翔

一一

戸ぺ
一
交

一一心
と否

目
改

帳

一
軒

友//// 同 μ　μ　 同 善 母　 弟 子 μ　μ 娘

笙 Ｏ Ｏ 下 Ｏ Ｏ　 下 兵　 女 善 長 祢 サ ひヽ 女 次
/ぺ　　　　　女 ○　　 人 衛　　 兵　　　　　　 郎
人 ○ ○ ○ ○ ○　 ○ 子　 房 衛 松 っ ん め 房 兵

Ａ　　 Ｏ　　　 Ｏ 善　　　　　　　　　　 衛

女 男　　　　　　　　 ○ 在
一 二 二 二 一 三〇　 六 二 二　　　　 一 三 四

九七 四 二 五 七 九 二　 三 二 二 七 二 四 六 三 三 二

貞
享
四

⊇

ﾉゝこ

心宗

旨
改
帳

一軒
／

拾　　　　　　　　　　 善
九 μ　μ 善 母zz 兵　 弟// 下 μ　μ 下 μ　μ 娘
人 下 ○　 兵　 松 衛 女 善 ○ 女 ○ ○ 大 こ 祢 せ 女 治
内 女　　 衛　 之 子　 兵　 Ｏ　 Ｏ Ｏ　　　　　 郎

安言 ○ ○　 下　 助 九 房 衛 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ つ つ ん 房 兵
男 ○　　 大　　　　之　　　　　　　　　　 ○　　　　　　　 衛

一　　　　　 〇　　　 助
○九 三 二 二〇 六　　 二 三 ニ ー 一 四 二　　 一 三 四
人人 ○ ○ 一　 〇 四 八 七 二 六 一 〇 三 六 五 九 一 八 四

－
九禄
五

全
ﾉゝ竺

心宗

旨
改
帳

天
和
二
年
か
ら
五
年
ご
と
の
家
族
構
成
を
一
戸
ず
つ
掲
げ
た
が
、
年
齢
に
誤
り

が
あ
り
、
氏
名
に
も
若
干
不
審
な
点
か
お
る
が
同
一
家
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
次
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姿の村第 ２節

郎
兵

衛
家

は
長
百
姓

の
家
格
で

Ｉ
〇
年
前

の
段
階
で

は
分
付
百
姓
三
軒

を
抱
え
て

い
た
が
、

い
ず
れ
も
分
離
独

立
さ
せ

て
、
天
和
二
年
に

は
単
純
な
家
族
構
成
に
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
分
付
百
姓

の
独

立
に

よ
る
労
働
力

の
不
足

は
下
人
下
女
を

抱
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
補

う
形

を
と

っ
て
い
る
。

貞

享
四
年
に

な
る
と
弟

の
結

婚
に

よ
り
再

び
複
雑
な
家
族
構
成
と
な
り
始

め
、

元

禄
五
年
に

は
二
つ
の
家
族

の
複
合

の
形
と
な

っ
て
い
る
。
総
領
で
家
長
で
あ
る

治

郎
兵
衛

の
家
族

と
弟

の
善
兵
衛

の
家
族
と

は
は
っ
き
り
分
け

て
書

い
て
あ
り
、

し
か
も
、
下

人
も
弟
分

と
し

て
三
人

が
分
け

て
記
入

さ
れ
て
い
る
。

こ

の

こ

と

は
、

弟
家
族

は
兄
の
家
族
と

は
生
活
面
で

は
勿
論
、
農
業
経
営

の
上
で
も
は

っ
き

り
独

立
し

た
も
の
に

な
っ
て
い
る
こ
と

を
示
し

て
い
る
。
弟
分
と
し
て
下

人
を
抱

え

る
と
い
う
こ
と

は
、
名
儀

は
総
領
家

の
も

の
で
あ
る
に
せ
よ
か
な
り
多
く

の
耕

作
地

を
持

ち
、
家
族
労
働
力

だ
け
で

は
不
足
す

る
た
め
に
そ

れ
を
補
う
必
要

か
ら

で

あ
ろ
う
か
ら
、
総
領

の
経
営
に
対
し

て
分
付
百
姓

の
よ
う
な
労
力
提
供
は
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。
し

た
が
っ
て
、
総
領
家

の
農
業
経
営
も
、
地

下

百
姓
（
総
領
の

弟
や
譜
代
下
人
等
で
分
家
独
立
し
た
百
姓
）
、

小
作
人
等

か
ら

の
労
働
力
提
供
が
多
少

あ
る
に

し
て
も
、

主
体

は
自
家
労
力
と
多

く
の
下
人
労
働
に
よ

る
経
営
と

い
う
形

が
こ
の
時
代

の
有
力
農
民

の
一
般
的
傾
向
と

な
っ
た
よ
う
で
、
前

表
に
み
る
と
お

り
、
貞

享
か
ら
元
禄

へ
か
け

て
の
下
人
数

の
増
加
が
、

ま
た
、
元
禄
五
年
に
一
戸

下
一
九
人
の
下

人
を
抱

え
て
い
る
家
か

お
る
な

ど
、
こ

の
こ
と

を
明
ら

か
に
示
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
他
面

で
下
人

を
持

だ
な

い
家
族
労
働

の
み

の
小
経
営

が
か
な
り
成

立
し

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し

て
下
人
労
働

は
農
業
経
営
労
働

の
重
要
な
担

い
手
と
な

っ
て
く

る
が
、

こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
形
で
供
給

さ
れ
る
の
で

あ
ろ
う

か
。
こ

の
点
に

つ
い

て
少
し
触

れ
て
お
く
こ
と
に

す
る
。
宗
門
帳
に

は
抱
え

て
い
る
下
人
に

つ
い
て
次

の
よ
う
な
様
式
で
記
載
し

て
あ
る
も

の
が

あ
る
。

下
男
　
譜
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
理
兵
衛
　
三
拾
壱
歳

下
女
　
譜
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
な
　
　
二
拾
五
歳

下
男
　
当
村
竹
蔵
伯
父
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
五
郎
　
四
拾
壱
歳

下
男
　
当
村
八
郎
兵
衛
子
に
て
二
年
季
に
相
抱
え
置
き
候
　
　
甚
八
　
　
二
拾
四
歳

下
女
　
中
条
村
助
蔵
娘
一
年
切
り
抱
え
申
し
侠
　
　
　
　
　
　
せ
ん
　
　
二
拾
二
歳

ま
た
、
下

人
と
し
て
家
族
を
奉
公
に
出

す
側

の
記
載
と
し

て
は
次

の
よ
う
な
記

載
例
が
あ
る
。

男
子
　
御
園
村
次
左
衛
門
の
所
ヘ

ー
年
切
り
に
差
し
置
き
申
し
侯
　
半
兵
衛
　
三
拾
歳

男
子
　
田
畑
村
徳
兵
衛
の
所
へ
二
年
記
に
差
し
置
吉
申
し
侠
　
　
　
善
兵
衛
　
廿
八
歳

右

の
資
料

は
元
禄

一
三
年

二

七
〇
〇
）
の
神
子
柴
村
宗
門
帳

か
ら
書
き
抜

い
た

も
の
で
あ
る
が
、
下
人

の
中
に

は
譜
代

の
下
人
と
年
季
奉
公

の
形

の
下

人
と
が
あ

る
。
譜
代

の
下
人
と

は
中
世

か
ら
の
隷
属
的
な
農
民
で
代

々
主
家
に
仕
え
て
来
た

者
や
丿

水
代
人
身

売
買
契
約
に

よ
る
も

の
、
年
季
奉
公
人

か
ら
転
化
し
た
も

の
、

い
ろ
い
ろ
な
事
情
で

主
家
に
拾

わ
れ
養
育

さ
れ
て
下

人
と
な

っ
た
者
な
ど
、
さ
ま

図3-28　 人身売買請け状
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第 ３章 村 の 近 世

ざ
ま
な
経
過

を
た
ど
っ
て
下

人
と
な

っ
て

い
る
よ
う
で
あ
る

。
し

た
が

っ
て
、
譜

代
下
人

の
中
に

は
ま
だ
労
働

の
で
き
な

い
よ
う
な
幼
年

の
も

の
や
、
老
齢

の
者
も

含

ま
れ
て

い
る
。
こ

れ
ら
譜
代

の
下

人
は
一
生
主
家
に
隷
属
し
て
農
業
労
働
は

い

う
ま
で
も

な
く
、
家
事
雑
用
に
も
従
事
し

て
主
家

の
た
め
に
働

い
て

い
る
が
、
年

齢

が
来

れ
ば
結

婚
も
認

め
ら
れ
、

ま
た
、
そ

の
働

き
に
応

し
て
門
屋
と
し

て
独

立

し
た
生
活

の
湯

を
与

え
ら
れ
、
小
面
積

な
が
ら
耕
地

も
分
与

さ
れ
て
農
業
経
営
者

と
し
て
の
地
位

も
認

め
ら
れ
た
。
さ
ら
に

進
ん
で
地
下
百
姓

と
し

て
独

立
す
る
と

い
う
経
過

を
と
っ
て
、

し
だ
い
に
身
分
的
解
放

が
行

な
わ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、

血
縁
関

係
の
者

が
分
家

し
た
地
下
百
姓
に
比

べ
る
と
主
家
に
対

す
る
従
属
度

は
か

な
り
遅
く
ま
で
色
濃
く
残
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

江
戸
時
代
中
期

の
年
季
奉
公

人
で
あ
る
下
人

は
、
借
金

の
形
に
奉
公

す
る
者

が

多
く
、
か
な
り
従
属
度

が
強
く
、
現

物
又

は
貨
幣

を
給
与

さ
れ
る
純
粋

な
雇
傭
関

係
に
よ
る
も
の
は
少
な
か
っ
た
が
、
時
代

が
進
む
と
共
に
雇
傭
関
係
に

よ
る
下
人

が
増
加
し
た
よ
う
で
あ
る
。

宝
暦
の
時
代
に
な
る
と
家
族
構
成
は
単
純
化
し
、
下

人
教

も
急
速
に
減
少
し
て

一
戸
当
た
り
の
家
族
人
数
は
五
～
六
人
と

い
う
少
数
に
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
に
反

し
て
戸
数
は
急
速
に
増
加
し
て
く
る
。
こ
の
時
代
な
お
門
屋
、
借
屋
等
を
持
ち
、

数
人

の
下
人
を
抱
え
て

い
る
大
百
姓
も
少
数
減

っ
て

い
る
が
、
多
く
は
夫
婦
を
中

心
と
し

た
家
族

だ
け
が
、
せ

い
ぜ
い

Ｉ
、
二
人

の
下

人
を
抱
え
た
程
度
の
労
働
力

で
経
営

す
る
と

い
う
、
家
族
労
働
中
心

の
小
農
経
営
形
態
が
一
般
化
し
て
、

い
わ

ゆ
る
小
農
的

生
産

の
確

立
と

い
わ
れ
る
状
態
と
な

る
。
し

た
が

っ
て
、
大
き
な
石

高

を
持

つ
有
力
農
民

は
次
第
に
地
主
化

の
方
向
を

た
ど
っ
た
と
考
え
ら

れ
る

。

江
戸
時
代

後
期
に
な

る
と
こ

の
傾
向

は
さ
ら
に
進
み
、

文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）

の
南
殿
村

の
下
人
数

は
全
体
で
一
人
、
文
政

八
年
（
一
八
二
五
）
田
畑
村
全
休
で
下

人
三
人

と
い
う
よ
う
に

な
り
、
も

は
や
農
業
労
働
力
と
し

て
と

る
に
足
ら
な

い
人

数
に

減
っ
て
い
る
。
当
時

の
梨
耕

さ
え
な

い
、
鍬
や
鋤
、
鎌
等

の
農
具

だ
け

の
農

表3-28　 田畑村江戸時代 後期所有石高

段階分布表

√ ﾌﾞ
文化７年
(1810)

慶応 ２年
(1866)

１石未満

１～ ３石

3 ～5 //

5 ～10//

10～15//

15～20//

20～30//

30～40//

40～50//

50石以上

戸
8

12

18

23

10

6

2

1

1

1（72石）

戸
15

10

16

23

7

3

5

1（81石う

計 82 82

（無高各年度２戸）（門屋文書）

業
技
術

の
段
階

で
は
、

一
町
歩

の
耕
地

の
経
営
に

は
四
人
程
度

の
労
働
力
が
必
要

で
あ
っ
た
（
古
島
敏
雄
『
近
世
日
本
農
業
の
構
造
』
）
と
さ

れ
る
の
で
、

大
土
地
所
有

者

は
大
部
分

の
土
地

を
貸
与
し
一
層
地
主
的
傾
向

を
強

め
た
も

の
と

考

え

ら

れ

る
。
田
畑
村

の
例
で
み
る
と
文
化
七
年

二

八
一
〇
）
に

七
二
石
、
慶
応
二
年
（
一

八
六
六
）
に

は
八
一
石

の

土

地
を

持

ち
金
融
業

を
兼

ね
最
大

の
実
力
者
に
発
展

し

た
有
力
農
民

が
い
る
が
、
そ
の
面
積

は
平
均
石

高
一
・
一
石

と
し
て
六
町
五
反

～

七
町
四
反

歩
と
な
り
、
慶
応
二
年
の
こ
の
家
族
構
成
は
下
男

一
人
下
女

一
人
を
含

め
た
八
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
農
作
業
に
従
事
し
た
人
は
四
人
程
度
と
考
え
ら
れ

る

か
ら
、
自

か
ら
経
営
し
た
土
地
は
一
町
歩
程
度
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
、
他
の

大
部
分

の
土
地
は
小
作
地
と
し
て
、
白

か
ら
は
村
鏝
大
の
地
主
と
な

っ
た
の
で
あ

る
。
他

の
農
民
に

つ
い
て

は
表
３
－
2
8
の
よ
う
に
一
五
石
以
上
の
農
民
が

Ｉ
〇
入

ほ

ど
お
り
、
こ

の
中
に

は
小
地
主
化
し

た
も

の
が
何
人

か
い
る
と
考

え

ら

れ

る

が
、
五
～
一
五
石
層

の
農
民
と
合

わ
せ

て
農
民

の
半
数

を
占

め
村

の
中
堅
と
な

っ

て
い
る
。
し

か
し
、
五
石
未
満

と
い
う
農
民

も
非
常
に
多

く
こ

れ
も
半
数
に
達
し

て
お
り
、
無

高
の
農
民

も
二
名

ほ
ど
い
る
。
こ
れ
ら
小
高

の
農
民
や
無
高

の
農
民

は
小
作
地

を
求

め
、
高

い
年
貢

と
小
作
料

を
支
払

い
な
が
ら
も
小
作
農

と
し
て
生

活

の
足
掛

り
を
作
り
、
過
剰

な
労
働
力

は
有
力
農
家

の
賃
労
働
や
、
出
稼

ぎ
そ
の
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第２節 村　の　姿

他
の
余
業
で
生
活
を
支
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
慶
応
二
年
の
宗
門
帳
に
記
載

さ
れ
た
も
の
だ
け
で
も
田
畑
村
一
村
で
江
戸
稼
ぎ
コ

ー名
、
他
の
村
へ
の
奉
公
等

七
人
、
計
一
九
人
が
余
業
と
し
て
出
稼
ぎ
に
出
て
い
る
。

農
業
労
働
力
と
し
て
の
下
人
は
極
め
て
少
な
く
な
り
、
そ
れ
ら
は
奉
公
人
と
い

う
形
で
、
そ
の
請
け
状
を
み
る
と
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
一
年
季
の
奉
公
人
で
労
働
契

約
の
形
を
と
っ
て
お
り
、
そ
の
賃
金
は
一
年
間
男
子
で
宝
暦
の
こ
ろ
一
両
二
分
～

二
両
、
文
化
文
政
の
こ
ろ
三
～
四
両
示
均
三
・
三
両
）、

女
子
は
宝
暦
ご
ろ
二
分

図3-29　 年季（ １年）奉公人請け状（玉理軒文 書）

年季奉公人の給金仕払い覚（南殿酒屋文書）（宝暦 ９年）図3-30

～
一
両
、
文
化
文
政

の
こ

ろ
二
～
二
両
二
分

示

均
二
・
〇
八
両
）
程
度
で
あ
る
。

し

か
し
、
貧
し

い
農
民
が
年
貢
に
差
し
詰
ま

っ
て
奉
公
に
出
す
と

い
う
よ
う
な
こ

と

が
多

く
、
そ

の
賃
金

の
大
部
分
を
前
借
り
す
る
例
が
多

い
。

な

お
、
女
子

の
稼
ぎ

の
儀
は
「
耕
作

の
手
入
れ
時
節
田
畑

の
草

取

り

出

候
」

（
天
保
九
北
殿
村
明
細
帳
）
と

い
う
よ
う
に
、
有
力
農
家
で
は
農
繁
期

の
不
足
労
働
力

や
草
取
り
労
働
等
に
は

か
な
り
旦

雇
い
労
働
力
が
使

わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

㈲
　

農
業
経
営

と
牛
馬
の
飼
育

農
業
労
働
力
に
関
連
し
て
牛
馬
が
ど

の
程
度
飼

わ
れ
て

い
た
か
に

つ
い
て

見

て
お
こ

う
。

当
時
牛
馬
は
、
肥
料
と
し
て
大
切
な
刈
敷
、
野
草
等
の
運
搬
、
水
田

の
ふ

ま
せ
（
代
掻
き
）
、
収
穫
物
の
運
搬
等
の
農
業
労
働

の
ほ
か
、
抹

を
踏

ま
せ
て

厩
肥

を
つ
く
る
な
ど
農
業
経

営
に

と
っ
て
重
要

な
働

き
を
し
て
い
た
。
こ
の

外

に
当
地
方

は
中
馬
村

と
し

て
農
閑
期

の
駄
賃
稼

ぎ
に
馬

は
な

く
て
は
な

ら

な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
人
別
改

め
と
共
に
馬
数
改

め
も
し
ば

し

ば
行

な
わ
れ
、
宗
門
帳

に
牛
馬

の
数

が
記
載

さ
れ
て
い
る
場
合

が
多

い
。
そ

れ
ら
の
資
料
に
基

づ
い
て
牛
馬

の
数
を
示
す
と
表
３
－
2
9
の
よ
う
に
な
る
。

村
全
体

の
牛
馬

の
数
は
表

の
よ
う
に
経
済

の
発
展
し
た
貞
享
、
元

禄

の
こ

ろ
頭
数
が
最
も
多
く
な
り
、
一
戸
当
た
り

の
飼
育
頭

数
が
多

い
傾
向
が
あ

っ

た
。
宝
暦

の
こ
ろ
に
な
る
と
牛
馬

の
総
頭

数
が
減
少
し
一
戸
当

た
り
の
飼
育

頭

数
も
少
な
く
な

っ
て

い
る
。
そ
し
て
、
農
家
戸

数
の
中

で
牛
馬

を
飼
育

す

る
農
家
戸
数
の
割
合

も
減
少
し
て

い
る
。
こ
の
原
因

は
地

主
手
作

り
の
大

き

な
経

営
が
減
少

す
る
反
面

で
、
小
農

生
産
の
成

立
増
加

と
い
う
全
般
的
経
営

状
態

の
変
化
に
対
応

す
る
も
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

牛
馬
飼
育
戸
数

の
う
ち
半
数
以
上

の
戸
数
が
一
頭
飼
育
て
あ
る
が
、
石
高

の
多

い
有
力
農
民

は
二
頭
、
三
頭
と
飼
育
し
て

い
る
。
貧
し

い
農
民
も
牛
馬

を
飼
育
す
る
こ
と

の
効
用
は
充
分
知

っ
て

い
た
で
あ
ろ
う
が
、
牛
馬
を
飼
う

2 お



第３章 村 の近世

表3-29　江戸時代牛馬の飼育頭数

村 南　 殿　 村 田畑村 神子柴村

年度
寛

文

一
一一

八一

六

白

一一心

貞

享

四

ら一

六
八

七
心

－
刄
禄

一
一一

心一

六
九

九

心

宝

暦

九

戸、－

七
五

九
心

一
几
禄

一

一一
一
心一

七

○

○

Ｗ

宝

暦

卜．父

一

七

五

t.
ひ

一
刄
禄

一

一一
一
心一

七

○

○

心

安

永

r.
父

一

七
七

七
心

農 家 戸 数
17

(6)
17 31 30 43 63 22 47

馬
頭
数
別
一
戸数

１　頭

2　//

３　り

4　　//

４

２

１

６

４

１

12

9

8

10

10

６

６

１

３

１３

２

１

１

牛別
頭戸
数数

１　頭

２　μ

３ ７

１

２

牛 馬飼育戸数 ９ 11 38 20 16 17

牛 馬 総 頭 数 15 44 44 17 63 30 35 24

寛文12年南殿村農家戸数は実質的経営戸数とした。　（　 ）

内の戸数 は改 帳の戸数 であ る。

に

は
林

の
は
か
に
稗
や
穀
類

く
ず
な

ど
の
飼
料
が
必
要
で
あ
る

。
貧
農
に
は
そ
れ

す
ら
も
馬

を
飼

う
ほ
ど
に
得

ら
れ
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う

か
。
こ

の

点

に

つ

い

て
、

宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
の
田
畑
村

の
人
別
改

め
帳

か
ら
石
高
と
牛
馬
飼
育

の

関

係
を
み
る
と
、

二
〇
石
以
上

の
石

高
を
持

つ
一
〇
戸

は
全
戸
二
頭

を
飼
育
し
、

石

高
六
石
以
上

の
も
の
は
特
殊

の
例

を
除

い
て
全
戸
一
頭

を
飼
育
し

て
い
る
。
牛

馬

を
持
つ
最
低
石

数
は
五
・
九
石

（
二
戸
）
で
あ
る
。
こ

れ

て
み

る
と
牛
馬

を
飼

い
得
る
最
低

規
模
は
お
よ
そ
六
石
、
反
別

に
し
て
五

～
六
反
歩

と
い
う
と
こ
ろ
で

あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
神
子
柴

村
の
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
の
例
で
は
、
村
内

で

最
大

の
五
九
石
余
の
石

高
を
持

っ
た
農
家
が
一
戸
で
四
頭

の
馬

を
持
ち
、
そ
れ
に

続

い
て
石
高

の
多

い
長
家
が
三
頭
、
二
頭
と
馬
を
持

っ
て

い
た
。
一
頭

の
馬

を
持

つ
農
家

の
最
低
石
高
は
三
石
六
斗
で
あ
る
が
こ
れ
は
例
外
で
、
ほ
か
は
だ

い
た
い

五
石
以
上
で

あ
る
。

こ
う
み
て
く
る
と
、
石
高
の
少
な

い
貧
し

い
農
家
で
は
馬
を
購
入
す
る
資
金
も

な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
し
、
牛
馬
を
飼
う
力
も
な
か

っ
た
の
だ
と
考
え
ざ
る
を
得

な

べ

Ｏ

Ｖ

ｄ
‥
　
近
世

の
農
業
技
術

１
　

土
地
と
用
水

田
　

水
田
用
地
と
用
水

天

竜
川
と
帯
無
川
の
形

成
し
た
自
然
堤
防

の
裏
側

の
後
背
湿
地
で

あ
る
久
保
下

等

の
箕
輪
遺
跡
の
所
は
、
既
に
弥
生
時
代

か
ら
水
田

が
作

ら
れ
た
こ
と
が
判
明
し

て

い
る
が
、
初
期
は
大
泉
川
、
大
清
水
川
両

岸
の
湿
地
、
北

沢
、

南

沢
、

栃

が

洞
、
滝
が
沢
、
半
沢
等
の
小
沢

の
湧
水
に
よ
る
湿
地
が
水
田

と
な

っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
や
が
て
大
泉
川
や
大
情
水
川
等

の
小
河
川
か
ら
井

堰
を
造

っ
て
用
水
を
引

き
と
り
水
田

の
拡
大
が
行

な
わ
れ
た
。
こ

の
小
河
川

か
ら

の
用
水

の
引
き
取
り
が

い
つ
ご
ろ
行

な
わ
れ
た
か
判
明
し
な

い
が
、
か
な
り
古

い
時
代

と
考
え
ら
れ
る
。
大

泉
川

か
ら
引
水
し
始

め
て
か
ら

か
な
り
後

の
こ
と
と
思

わ
れ
る
が
、
元
禄

コ

ー年

二

六
九
九
）
の
南
殿
村
明
細
帳
に
「
堰

四

か
所
大

泉
川
よ
り
水
取
り
用

い
申
し

候
。
此
の
人
足
年
々
廿
人
程
、
芝
三
拾
駄

ず
つ
入
り
申
し
候
」
と
あ
り
、
大
泉
川

か

ら
四
本
の
堰
を
作
っ
て
毎
年
修
復
し
つ
つ
用

水
を
引

き
取

大

南
殿
村

の
水
田
面

積

の
ぼ
ぼ
半
分
に
当
た
る
三
町
七
反

五
畝
余
に
濯
漑

さ
れ
て
い
た
。
田
畑
村

も
こ

の
大
泉
川

か
亘

二
本

の
井
堰
を
造

っ
て
（
た
だ
し
享
保
の
時
代
に
上
の
堰
は
潰
し
た
）

用
水
を
取

っ
て

い
る
。
こ

の
よ
う
な
井

堰
の
造
成
に
よ
っ
て
良
質

の

乾

田

が

逐

次
開
拓

さ
れ
て
き
た
の
で

あ
ろ
う

が
、

ま
だ
ま
だ
、
「
悪
地
深
沼
、
渋
田
場

所
御

座
候
」
（
北
殿
村
明
細
帳
）
「
田

方
儀
は
深

沼
足
入
り
に
御
座
候
」
（
久
保
村
明
細
帳
）

と

い
う
よ
う
に
、
場
所
に
よ

っ
て
は
深

い
沼
田
や
、
湧
水

の
あ
る
低
湿
田
等
が
多

か
っ
た
。
か
つ
て
は
良
好
な
水
田
と
考
え
ら

れ
て

い
た
場
所
も
、
江
戸
時
代
に
は

深

い
沼
田

は
耕
作
労
働

が
困
難
で
、
湧
水

の
あ
る
低
湿
田
は
生
産
力
が
低
く
二
毛

作

も
出
来

な
い
場
所
で

あ
る
と
考
え

る
よ
う
に
な

大

水
田

の
価
値
に
対
す
る
意

識

の
変
化

が
明
瞭
に

な
っ
て
き
て
い
る
。
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天
竜
川

か
ら
用

水
を
と

っ
て
の
氾
濫
原

の
水
田

化
か

い
つ
ご
ろ
行

な

わ

れ

た

か
、
現
在
明

ら
か
に

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

慶
長
六
年
（
一
六
〇

こ

の
検
地

か
ら
、
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
検
地
に
至
る
石

高
の
急
速
に
増
加
し

た
こ
ろ
に
逐

次
進

め
ら

れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
だ
ろ
う

か
。
こ

の
点
に

つ
い
て
は
究

明
を
要
す
る
が
、

か
な
り
古

い
時
代
（
少
な
く
と
も
元
禄
昼

間
）
か
ら
、
北

殿
・
南

殿
・
田

畑
・
神
子
柴

の
各
村

々
は
天

竜
川

か
ら
用

水
を
堰
き
上
げ
て
、
氾
濫
原

の

か
な
り
の
部
分
が
水
田

化
さ
れ
て

い
る
。

江

戸
時
代

で
も
天

竜
川

か
ら
の
用

水
の
堰
き
上

げ
は
百

姓
自
普
請
で
行

な
う
こ

と
は
困

難
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
幕

府
か
ら
費
用

を
出

し
て
も
ら
っ
て
行

な
う
御

普

請
が
多

い
。
そ
れ
で
も
初
期

の
段
階

で
は
「
杭
、

そ
だ
、

じ
ゃ
か
ご
、
芝
に

て
堰

き
上

げ
候
」

と
い
う
よ
う
な
程
度

の
も
の
で
、

そ
れ
が
次
第
に
江
戸
時
代
中
期

か

ら
沈
枠

・
続

き
枠
・
笈
牛
・
聖
牛
等

が
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、

ま
た
「
天
竜

川
、
黒
川
井

は
大
泉
川

を
伏
せ
越
し
引
き
来

た
り
申
し
候
」
と

い
う
よ
う
に
、
伏

せ
越
し
樋

を
造

っ
て
大
泉
川

の
下

を
く
ぐ
ら
せ

て
用
水
を
引

く
か
な
り
高
度
な
土

木
技
術

を
用

い
て
水
田

を
造
成
し

て
い
る
。

ま
た
、
小
沢

の
用
水
を
よ
り
広

い
耕
地
に
有
効
に
活
用
し
、
冷
水
を
暖

め
て
使

う

た
め
溜
池
も
造
ら

れ
た
記
録
が
あ
り
、
し

だ
い
に
水
田

の
乾
田
化
か
進

め
ら

れ

て

い
る

。
し

か
し
、
天
竜
川

の
氾
濫
原

の
水
田
は
、
当
時

の
土
木
技
術

の
段
階
で

は
洪
水
を
充
分
に
制
御
す

る
こ
と
は
極

め
て
困
難
な
こ
と
で
、
繰
り
返
さ

れ
る
洪

水

の
た
め
井
堰
や
用
水
が
破
壊
さ
れ
る

の
み
で
な
く
、
田
地
も
川
欠
け
に
な
り
、

あ

る
い
は
石
砂
入
り
に
な
る
な
ど
、

極
め
て
不

安
定
な
耕
地
が
多

か
っ
か
。
（
第

四
章
第
二
節
水
と
の
闘
い
参
照
）

㈲
　

畑
　
　
　

地

伊
那
街
道
に
沿

っ
た
部
落
周
辺
の
畑
は
こ
れ
を
邑
畑
ま
た
は
里
畑
と
い
っ
て
二

毛
作
の
可

能
な
土
地
で
あ

っ
た
が
、
上
の
洪
積
台
地
上
の
畑
、
い
わ
ゆ
る
原

畑
は

か
な
り
生
産
力
の
低

い
土
地
で
あ
っ
た
。
江

戸
時
代

の
農
民

は
原

畑
を
次
の
よ
う

に

評

価

し

て

い
る

。

「
麦
は
邑
畑
計
り
蒔
き
原

畑
に
は
麦
作
蒔

き
申

さ
ず
候

。
原

畑
に
麦
蒔

き
付

け
仕

り
候
て

も
軽
上
寒
国
故
寒
枯

れ
生

い
立
ち
申
さ

ず
候
。
原
畑
の
義
は
秋
毛
計
り
に
御
座
候
。
」

「
原

畑
の
義

は
黒

ぼ
い
危
地
に
御
座

候
間
粟
・
稗
・
黒
大
豆
・
油
荏
其

の
外
蕎
麦
・
大
根

何

れ
も
一
毛
作
・
小
麦

の
儀

一
切
蒔

き
付

け
申

さ
ず
候
。
」

「
畑
方
原
中
風
通
し
、
上
目
悪
敷
く
御
座
候
故
日
損
・
水
損
・
風
損
共
痛
み
強
く
…
。
」

こ

の

よ

う
に

畑

の
中

の
大

部

分

を
占

め

る
原

畑

を

「
黒

ぼ

い
」
、
「

軽

土

」

と

称

し

、

ま

た
、

旱

害

・
風

害

・

寒

害

等

を

受

け

や

す

い
土

地

と

理

解

し

、

そ

れ
に

適

し

た
作

物

の
選

択

が

行

な

わ

れ
て

い

る

。
検

地

帳

や

上

地

関

係

文

書

に

よ

く

出

て

く

る
「

卯

の
原

畑

」

と

い
う

の

は
、

貞

享

四

年
（
一
六
八
七
）
卯

の
年

に

新
田

検

地

請

け

を

し

た
畑

で

あ

る

が

、

大

部

分

が

こ

の
洪

積

台

地

上

の

新
開

畑

で

あ

っ
て

原

畑

の
中

で

も

さ

ら

に

一

段

生

産

力

の
低

い
畑

と

し

て

格
付

け

さ

れ

た

ま

ま
、

江

戸

時
代

後

期

ま

で
区

別

さ

れ

て

い
る

。

ま

だ

、

酸

性
土

壌

で

あ

る

と

い
う
認

識

は

生

ま

れ

て

い
な

い
よ

う

で
、

石

灰

が

既

に
江

戸
時

代

後
期

に

は

水
田

に

施

用

さ

れ

て

い

る

が
、

畑

に

石

灰

を
施

用

し

た

と

い
う
記

録

は

残

っ
て

い
な

い
。

し

か

し
灰

類

は

か

な

り
活

用

さ

れ

て

い

る

。

ま

た
、

堆
厩

肥

の
施

用

は

こ

の

よ

う

な
土

地

で

は
極

め

て
有

効

で

あ

る

こ
と

が
経

験

か

ら
判

明

し

た

の

で

あ

ろ

う

か
、

そ

の
努

力

は
真

剣

に

行

な

わ

れ

て

い

る
よ

う
に

考

え

ら

れ

る

。

２
　

作

物

の
種

類

・
品

種

佃
　

水

田

の

二
毛

作

水

田

に

稲

が

作

ら

れ

る

の

は
当

然

の
こ

と

で

あ

る

が

、

当

地

で

は

二

毛

作

が

行

な

わ

れ

た

の

だ

ろ

う

か

。

各

村

に

残

さ

れ

た
明

細

書

上

帳

に

次

の
よ

う

な

記

事

か

お

る

。

「
田
方
秋
毛
一
毛
作
、
田
麦
は
一
切
作
り
申
さ
ず
候
。
」
（
天

保
一
四
年
）

「
田
方

の
内
両
毛
作
御
座
無
く
候
。
」
（
宝
暦
四

年
）

2お
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こ
の
明
細
帳
の
記
載
を
見
る
限
り
二
毛
作
は
少
し
も
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
し

か
し
、
江
戸
時
代
初
期
の
「
万
蒔
物
旬
井
び
に
取
り
納
め
付
け
覚
え
」
と
い
う
資

料
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

４
　Ｘ
　４
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
マ
マ
）

「
麦
田
苗
は
ん
げ
を
五
十
日
は
け
て
よ
く
御
座
候
、」

「
麦
田
拾
六
だ
ん
四
束
、
か
ぶ
り
七
俵
半
。」（
天
和
二
年
）

「
皿
匹
七
万

合
九
堡

写

参
考

」
　
　
（
天
和
二
年
）

「
十
八
だ
ん
四
束
五
月
二
日
か
り
申
し
候

鮎
子
　
五
俵
半
　
　
麦
田
」
　
　
　
　
　
　（
貞
享
三
年
）
（
門
屋
文
書
）

こ

れ
に
よ

る
と
天
和
（
一
六
八
一
～
八
四
）
～
貞
享

二

六
八
四
～
八
八
）

の
こ
ろ
に

は
小
面
積
で
あ
る
が
水
田
裏
作
と
し
て
麦
が
作
ら
れ

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
元

禄
以

降
こ
の
よ
う
な
記
録
が
見
え
な
く
な

っ
て

い
る
と
こ
ろ

か
ら
、
明
細
帳

の
よ

う
な
水
里

畏
作
が
無
く
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
二
毛
作
が
普
及
す
る
た
め
に
は

水
田

の
乾
田

化
と
、
地
力
維
持
特
に
魚
粕
・
油
粕
等
の
速
効
性
肥
料
が
必
要
で
あ

る
と

い
わ
れ
て

い
る
が
、
こ
の
地
方
で
は
こ
の
条
件
が
整

わ
ず
、
さ
ら
に
寒
国
で

あ
る
か
ら
表
作
の
稲
へ
の
影
響
か
大
き

い
た
め
に
行
な

わ
れ
な
く
な

っ
た
の
で
は

な

か
ろ
う
か
。

㈲
　

畑
作

物
の
種
類

畑
作
物
と
し
て
は
か
な
り
多
く
の
種
類
が
栽
培
さ

れ
て

い
る

。
村
内
に
残

さ
れ

て

い
る
古
文
書
に
出
て
く
る
作
物
名
を
挙
げ

る
と
次

の
と

お
り
で

あ
る
。

△
普
通
作
物

麦
類
－

小
麦
・
大
麦
・
燕
麦
・
鴉
麦
・
は
と
む
ぎ

そ
の
他
の
穀
類
－

粟
・
稗
・
蕎
麦
・
き
び

豆
類
１
大
豆
・
小
豆
・
さ
さ
げ
（
大
角
豆
）
　・
な
た
ま
め
・
小
角
豆

△
持
用
作
物

油
荏
・
胡
麻
・
麻
・
煙
草
・
苧
（
か
ら
む
し
）
　・
桑
・
こ
ん
に
や
く

△
野
菜

果
菜
類
ｊ

な
す
・
漬
瓜
・
な
ん
ば
ん

じ
ん
　
ご

ぼ
う
　
か
ぶ
　
　
　い
も

根
菜
類
―
大
根
・
人
参
・
牛
旁
・
蕪
・
里
芋

’
つ
く
ね
い
も

葉
菜
類
－

漬
菜

・
ね
ぶ
か
・
わ
け
ぎ
・

鶯

菜

△
果
樹
類

桃
・
栗
・
柿
・
り
ん
ご
・
胡
桃

い

も

唐

芋

水
田
か
ら
の
収
入
で
あ
る
米
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
年
貢
と
し
て
現
物

で
出
す

か
、
代
金
納
の
た
め
に
販
売
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
畑
作
物
か
ら
上
が
る

小
麦
・
大
麦
・
粟
等
は
農
民
の
主
要
食
種
と
し
て
大
切
な
も
の
で
あ
っ
た
。
稗
は

主
と
し
て
牛
馬
の
飼
料
と
考
え
ら
れ
る
が
、
郷
蔵
の
貯
穀
に
稗
が
多
い
こ
と
を
み

る
と
飢
饉
等
の
時
は
人
間
の
大
切
な
食
糧
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
大
豆
は
味
噌

や
醤
油
の
原
料
と
し
て
、
ま
た
豆
腐
、
き
な
こ
等
大
切
な
蛋
白
源
と
な
り
、
麻
や

苧

は
長
民
の
自
給
衣
料
の
原
料
と
し
て
栽
培
さ
れ
て
い
る
。

野
菜
は
資
料
に
残
っ
て
い
る
種
類
よ
り
は
、
実
際
に
栽
培
さ
れ
た
も
の
は
も
っ

と
多
い
と
思
わ
れ
る
。
野
菜
の
う
ち
当
時
大
根
と
な
す
は
特
に
多
く
栽
培
さ
れ
て

い
る
。
大
根
は
十
数
人
と
い
う
大
家
族
の
例
で
は
あ
る
が
年
立
（
○
駄
ほ
ど
の
収

穫
を
上
げ
て
い
る
資
料
が
あ
り
、
な
す
は
一
戸
で
五
〇
本
、
一
〇
〇
本
と
苗
を
植

え
て
い
る
。
こ
の
時
代
味
噌
や
し
ょ
う
油
、
酢
な
ど
の
作
り
方
や
、
各
種
の
漬
物

の
方
法
を
書
き
と
め
た
も
の
な
ど
、
自
給
自
足
の
農
民
経
済
を
想
像
さ
せ
る
も
の

が
多
い
が
、
大
根
　
な
す
な
ど
の
漬
物
は
自
給
自
足
の
経
済
に
と
っ
て
極
め
て
大

切
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
し
て
畑
は
農
民
自
身
の
食
生
活
・
衣
生
活
の
ほ
と
ん
ど
を
支
え
る

大
切
な
場
所
で
あ
っ
た
。
商
品
作
物
と
し
て
は
煙
草
が
一
部
に
作

ら

れ
、
桑
は

畦
畔
等
に
植
え
ら
れ
て
い
た
が
ど
の
程
度
に
養
蚕
が
行
な
わ
れ
た
か
定
か
で
は
な

べ

○

リー３ぐ

作
物
の
品
種

ア
　

稲

の
品
種

2 討
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表
３
－
3
0
　
郷
土
に
お
け

る
近
世
中
期

の
稲
の
品

種

Ｏ

大 二 京 出 四丿
上

野 穂 良 羽 穂

○ ○
餅 勅 小 地 西

餅 野 玉 国

天

心一和

七
八年
一
∫中

凸

一一心

○ ○
餅 白 地 四 早

玉 玉 穂 穂

○
小 白

野 葉

貞

二享

父年

四
Ｓ中

八
白

○
見 大 箕 四 小 青 早

左 輪 ⌒　　 早
出 土 拙こ穂 野 稲 仙

○ ○
み 黒 す お 与 地 白
き　　く　ん
り 子 ね し 穂 玉 菜

餅　　　 や
れ

一
一 河
一

六禄

八

八 年
Ｓ

一 中

七

○

－
一一
心

Ｏ　　　　 Ｏ Ｏ
見 地 小 豊 黒 大 箕

左 輪
出 玉 野 後 子 土 仙

越 江 福　　　　 与
後 戸 島
餅 餅 餅　　　　 穂

＿宝

一

七永
Ｏ

四年
∫
一中

○Ｗ

○　　　　 ○
地 見 大 上 見 箕

左　　　 輪
玉 出 土 良 付 仙

○

上 江　 坂 小 八
良 戸　　　　 八
餅 餅　 東 野 日

正

八一徳
七
一年
一
∫中

一
五Ｗ

○ ○　 ○
早 見 坂 地 箕
見　　　　 輪
出 出 京 玉 仙

江 塩　 箕 大
戸 尻　 輪 左
餅 餅　 早 土

生

享

－保
－

へ七 四
一年

六迄
に

一
九
Ｗ

天
和
年
間
（
二（
八
一
～
八
三

か
ら
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
の
間
、
一
農
家

の
「
年
々
取
り
稼
ぎ
覚
え
」
、「
作
毛
取
り
付
け
覚
え
」
等
の
記
録
が
残

っ
て
お

り
、
そ
れ
に
出
て
く
る
稲
の
品
種
を
挙
げ
る
と
表
３
－
3
0
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
記
録
は
田
畑
村
の
一
有
力
農
家
の
四
〇
年
に
及
ぶ
農
業
に
関
す
る
貴
重
な

萬蒔物旬井びに取り納め 付け覚え

年 々取り稼ぎ 覚え付け 有橋（門屋文書）

右

左

図3-31

（
門
屋
文
書
よ
り
）

記

録

で

、

一
農

家

の
作

付

け

し

た
稲

の
品

種

数

と

し

て

は

か
な

り

多

い
が

、

実

際

に

多

く

栽

培

し

て

い
る

種

類

は

ご
了

四

種

で

、

特

に

○

印

を

つ
け

た
種

類

を

多

く

作

付

け

し

て

い
る

。

ま

た

、

元

禄

コ

ー年
（
一
六
九
九
）
の
南

殿

村

明

細

帳

に

「

稲

Ｉ
　

ベ
　
　

ヘ
　

ー
　
　

χ
　

ベ
　

ベ
　
　

ヘ
　

ヘ
　

４

毛

の

儀

、

よ

ほ

・

お

の

・

志

し

は

・

み

出

し

χ
　
χ
　
χ
　
χ
　
ｉ

こ

ぼ

れ

も

ち

・

右

の

分

植

え

付

け

申
し
候
」
と

い
う
記
載
が
あ
る
。

こ
こ
に
あ
げ
た
品
種
の
中
で
出
羽
・
小
野
・
箕
輪
・
坂
東
・
塩
尻
・
江
戸
・
西

国

等
地
名
と
関
係
す
る
と
思

わ
れ
る
も
の
邱
い
く
っ
か
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
で
育
成
さ
れ
た
も
の
が
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
元

禄
年
中
以

降
に
な
る
と
見

出
・
見
付

・
早
見
出
等
の
よ
う
に
選
り
穂
と

い
う
突
然

変
異
の
結
果
生
ず
る
優
良
な
性
質

を
、
個
体
選
抜
に
よ
っ
て
生
か
し
て

い
く
育
成

方
法
を
暗
示

す
る
品
種
名
が
出
て
き
て

い
る
。
当
時
の
品
種
の
育
成
方
法
は
ほ
と

ん
ど
こ
の
方
式
に
よ

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
農
民
の
品
種
に
対
す
る
関
心

の
高
ま
り
を
示
し
て

い
る
。
こ
れ
が
以

後
の
生
産
力
の
上
昇
に
貢

献
し
て

い
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

熟
期
の
早
晩
に
つ

い
て
は
「
寒
国
故

九
月
中
「
霜
降
二

剛
に

霜
降
り

候
開
、
早

稲
・
中
稲
ば
か
り
…
」
、
夭

保
三
北
殿
村
明
細
帳
）「
早
生
稲
方
勝

ち
に
作

り

申

し

候
」
三

暦
四
田
畑
村
明
細
帳
）
と

い
う
よ
う
に
、

多

く
は
早
生
、

中

生
品

種
を
中

2 巧
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表
３
－
3
1
　
郷
土
に
お
け
る
近
世
中
期
の
畑
作
物
の
品
種
（
門
屋
文
書
よ
り
）

大

豆

稗 粟 大

麦

小

麦

ﾌﾞﾉ

黒 大

豆 豆

稗 え 粟

の
こ

か 早
ぶ
り 麦

松 甲 蜂
州

川 小 頭

麦

赤
坊

子

天

一和一
゛l.7､年

ご 中

∫

全

一心

黒 大

豆 豆

稗 姫令牛 粟

露こ尾

あ 六 揃
ゆ　　大
こ 角 麦

松 甲 蜂

州
川 小 頭

麦

貞

二享

六年
訃

∫
仁

心

さ 絵 黒 白
け か 大 大
こ き 豆 豆

稗 赤 称 姫令三

じ　　 郡
粟 り 露こ粟

昏　●　●　●

熊 羽 目 猫

河 広 指 足

あ 六 え
ゆ　　 り
こ 角 大

麦

松 甲 蜂
州

川 小 頭

。 麦　。

白　　上

練　 牧

一二九

六禄
ヅ

ザ

七
万ｽﾞ

心
絵 青 赤 白
か　　 大
き 豆 豆 豆

●　●　●

青 鞍 黒

ば
た 掛 豆

畦 稗

稗

羽 目 十

広 指 当

●　●　●

む 猫 赤
く　　 目
粟 足 指

上 六 穂

州 角 長

松 甲 練
州

川 小 祠
麦

三

谷

S中
一口

仙 赤 白

豆 豆 豆

●　●　●

墨 青 黒

豆 豆 豆

き 畔
り
稗 稗

●　●

座 打
頭
不 稗
知

餅 猫 見
付

粟 足 粟

羽 目

広 指

六 中
仙

角 麦

松 甲 蜂
州

川 小 頭

。 麦 。

す 白 ひ

ぬ
坊 る

き 子 こ

正

二徳

七年
二中

上

邑

拙 赤 白 黒

豆 豆 豆 豆

●　●　●

鞍 青 絵

か
掛 豆 き

豆

打 畔

稗 稗

き

り
稗

猫 目 細

足 指 穂

●　●　●

餅 羽 金

粟 広 沢

長 口 中
大 工 仙
角 門 麦

。 仙　。

長　　 六

七
麦　　 角

甲 蜂 白
州　　 坊
小 頭 子

麦　。 。

松 ひ

る
川 こ

享
＿保

一一
七 Ｓ
一 四

六年
Ｓ
一

九Ｗ

心
に
作

ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
中
に

は
「

八
八
日
」
と

い
う
品
種

の
よ
う
に
旧
暦

七
月
末

日
に
収
穫

す
る
（
資
料
で
は
多
く
は
焼
米
に
し
て
い
る
）
極

早

生

品

種
も

あ

ら
わ
れ
て
い
る
。

イ
　
畑
作
物

の
品
種

主
要

な
畑
作
物

の
品
種
に

つ
い
て
は
毎
年

の

「
作
毛
取
り
付
け
覚
え
」
（
前
掲
）

に

よ
っ
て
、
一
覧
表
に
し

て
示

す
と
表
3
1
3
1
の
よ
う
で

あ
る
。

畑

の
作
物

の
品
種

の
分
化
に

つ
い
て
み

る
と
、
小
麦
、
大
麦

に
つ
い
て
は
既
に

天
和
、
貞
享

の
こ

ろ
か
ら
か
な
り

の
分
化

が
み

ら
れ
、
粟
や
大
豆
に

つ
い
て
み

る

と
元
禄

の
こ
ろ
か
ら
分
化

が
見

ら
れ
る
。
稗
は
品
種

の
分
化

が
最

も
遅

れ
正

徳
の

こ
ろ
か
ら
分
化
し
始
め
て
い
る
。
全
般
的
に
み
て
元
禄
年
代
以
降
稲
作
と
同
様
畑

作
物
に
つ
い
て
も
品
種
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
農

民
の
関
心
が
耕
地
の
拡
大
へ
の
意
欲
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
反
当
た
り
収
量
の
増

加
と
い
う
方
向
へ
指
向
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

３
　
育
　
　
　
苗

田
　
稲
の
育
苗
（
苗
代
）

元
禄
の
時
代
の
史
料
に
「
種
子
浸
し
覚
え
、
萬
蒔
き
物
旬
」
と
い
う
記
録
（
図

３
－
3
1
と
3
2）
か
お
る
。
こ
の
記
録
を
中
心
に
江
戸
時
代
の
育
苗
の
技
術
を
み
て

い

こ

’ツ

。

2 錨



第2 節 村　の　姿

種

籾
の
浸
種
　

「
籾
浸
し

の
事
久
敷

く
浸

す
が
能

く
御
座
候
」
、
「
籾
浸

す
こ
と

は
十
七
、

八
、
廿

日
も
浸

し
て
よ
く
御

座
候

」
と
し
て
、

か
な
り
長

い
日
数
浸

種

す
る
こ
と
を
勧
め
て

い
る
。
し
か
し
、
江

戸
時
代

後
期

に
な
る
と
浸

種
に
対
す
る

反

省
が
一
般
に
行

な
わ
れ
る
よ
う
に

な

っ
て
お
り
、
伊

那
地
方
に
お

い
て
も
五
～

六
日

の
浸

種
で
よ

い
と

い
う
こ
と
に
変

わ
っ
て

い
る
。
次
に

、「
白
湯

は
七
日
八
日

十
日
に
て
よ
く
御
座
候
、
久
し
く
浸

す
は
違

い
申
し
候

」
と
あ
り
、

既
に
こ
の
時

代

に
催
芽
が
行
な
わ
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
白
湯

が
ど
の
程
度
の
温
度
な
の
か
、

七
～
一
〇

日
こ
れ
に
浸

す
こ
と
に
よ

っ
て
ど
の
程
度

の
芽
出
し
に
な

っ
た

の
か
不

明
で
あ
る

。
初
期
に

は
比
較
的
長

く
芽
（
根
）
出
し
を
行

な
っ
た
よ
う
で

あ
る
が
、

そ
れ
も
、
播
き
付

け
の
際
に
芽
を
傷
め
て
結
果
が
良
く
な

い
。
芽
出
し

の
程
度
を

少
な
く
す
る
か
催
芽
し
な

い
で
播

く
方
が
種
籾

量
が
少
な
く
て
済
む
と

い
う
反

省

が
多
く
な

っ
た
（
古
島
敏
雄
『
日
本
農
業
技
術
史
』
）
と

い
わ
れ
て
い
る
が
、

久
し
く

浸

す
は
違

い
申
し
候
と
し
て

い
る
の
は
同

じ
反

省
に

基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

図3-32　 右　 麻綿覚え ，左　 種子 浸し覚え（門屋文書）

播
種
期
　

「
苗
仕
り
候
積
り

は
五
月

の
中
を
五
十
日

か
け
て
籾
蒔
き
よ
く
御
座

候
」
と
あ
り
、
旧
暦
の
五
月
の
中
（
五
月
後
半
の
節
季
で
夏
至
に
当
た
る
）
よ
り
五
〇

三

剛
、

つ
ま
り
夏
至
（
太
陽
暦
の
六
月
二
二
日
こ
ろ
）
よ

り

五
〇
日
前

の
五
月
一
日

こ

ろ
ま
で
に
播

く
の
が
良

い
と
し

て
い
る
。
ま
た
、

八
十
八
夜

前

日
（
五
月
一
日

こ
ろ
）
ま
で
が
良

い
と
書

い
て
あ
り
、

苗
代
期

聞
は
だ
い
た
い

五
〇

日
と
し

て
い

る
。
「
麦
田

苗
は
は
ん
げ
を
五
十
日
か
け
て
よ
く
御
座
候
、
是
も
ま
た
五

十

四
、

五
日

か
け

て
も

よ
く
御
座
候
」
と

あ
り
、
半
夏
生

の
五
〇
～
五
五
日
前

の
五
月
一

〇
日
前

後
を
麦
ｍ

苗
代

の
播
種
期
と
し

て
い
る
。

播
種
量
　

播
種
量
に

つ
い
て
各
村
明
細
帳
に
記

さ
れ
た
も

の
を

あ
げ

る
と
、
次

の
よ
う
で

あ
る
。

上
田
一
反
に
つ
き

中
田
一
反

に
つ
き

下
田

一
反

に
つ
き

新
下
田

一
反

に
つ
き

元
禄

コ

ー年
南
　

宝
暦
四
年
田
　

寛
政
六
年
神
子
　
天

保

殿
村
明
細
帳
　
　

畑
村
明
細
帳
　

柴
村
明
細
帳
　
　

殿
村

籾

一

斗

二

升

″
一

斗

二

升
　
　

一

斗

″
一

斗

三

升

↓
籾
　

～

１
　

１
４
　

１

↓
籾

一

斗

く

ら

い

↑

″
一

斗

四

升

三
年
北

明
細
帳

籾
一
斗
五
升

～
二
斗

こ
れ
を
み
る
と
本
田

一
反

歩
当

た
り
種
籾
一
～
二
斗

が
必
要
で
あ
る
と
記

し
て
多

量

の
種
籾

を
播

く
こ
と
に
し

て
い
る
が
、
明
細
帳

が
領

主
へ
の
報
告
書

で
あ
る
と

い
う
性

格
か
ら
多

め
に
記

さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前

掲
の
「

種
子
浸

し
覚

え
」

で
は
「
大

方
の
積

り
一
畝
に
付

き
籾

一
升
配

り
に

て
苗
能

く
御
座
侯
」
、
「
大

方
壱
俵
取

り
に
籾
壱
升
積

り
に

て
も
な
い
ま
さ
い
能

く
御
座
候
え

ば

沢

山

御

座

候
」
と

あ
っ
て
、
元
禄

の
こ
ろ
で
本
田
一
反
に

つ
き
籾
一
斗
、
苗
間
が
良
け

れ
ば

八
升
（
反
収
籾
四
石
と
し
て
）
ぐ
ら

い
で

よ
い
と
し
て

い
る
。
江
戸
時
代
も
後
期
に

な
る
に
し

た
が
い
播
種
量

も
少

な
く
な
火

天
保
（
一
八
三
〇
～
四
四
）
ご

ろ
に
は

反
当
り
籾
六
升
ほ

ど
に
な

っ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

苗
代
面
積
　

苗
代
の
形

式
は
水
苗
代

の
平

苗
代

で
あ

っ
た
。
次
第
に
踏
切
り
を

2 原



第３章 村 の 近 世

作

っ
て
短
冊
形

に
播
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
「
壱
坪
に
籾
五
合

配
り
又
は
六
合
積
り
に
て
作
蒔
き
候

わ
ば
能
く
御
座
候
」
と
し
て

い
る
。
こ
れ
か

ら
本
ｍ

一
反

歩
当
た
り
播
種
量
を
一
斗
と
し
て
苗
代
面
積
を
計
算
す
る
と
反

当
た

り
一
七
人

一
〇
坪
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
薄
播
き
に
よ
る
健
苗
育
成
と

い
う
こ
と

は
農
民
意
識
に
は
当
然
あ

っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
事
実
、
時
代
が
後

に
な
る
に

つ
れ
て
四
合
播
き
、
三
合
播
き
と

い
う
よ
う
に
坪
当

た
り
播
種
量
が
減

少
し

て
き
て
い
る
。

苗
代
管
理
　

播
種
に
当

だ
っ
て

の
水

の
管
理
に

つ
い
て
「
蒔
き
候

前

々

日

し

め
、
翌

一
日
干
し
、
其

の
夕
方
水

か
け
翌
朝
蒔
き
侠
得

ば
、
水

す
み
干
し

つ
け
候

間

ゆ
り
立
ち
申

さ
ず
骸
」
（
『
県
史
資
料
第
四
巻
』
）
と
あ
り
、
播
種

後
の
管
理
に

つ
い

て
は
、
「
苗
仕
り
籾
蒔
き
候
わ
ば
先

ず
と
り
の
そ
め
仕
り
て
よ
く
御
座
候
。

油

断

仕

り
候

へ
ば
籾
皆

と
り
く
い
す
た
り
に

な
り
申
し
候
」

と
し

て
、

か
か
し

を
立
て

て
雀
の
害
を
防
ぐ
こ
と
を
述
べ
、
水
の
管
理
に
つ
い
て
は
「
籾
蒔
三
日
と
云
う
に

身
ぼ
し
仕
り
能
く
御
座
候
」
と
し
て
、
発
根
を
促
し
て
永
苗
代
に
お
け
る
こ
ろ
び

苗
の
防
止
法
を
説
い
て
い
る
。
ま
た
「
苗
仕
り
侠
に
水
出
は
な
、
ご
み
ぼ
し
候
処

悪
敷
く
違
い
」
と
し
て
、
冷
水
掛
り
、
有
機
物
等
に
よ
る
永
苗
代
腐
敗
病
に
対
す

る
注
意
と
思
わ
れ
る
記
事
も
あ
る
。

㈲
　
畑
作
物
の
育
苗

畑
作
物
で
は
な
す
、
煙
草
の
育
苗
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
育
苗
法
を

見
る
こ
と
に
す
る
。

な
す
の
育
苗
　
「
茄
種
子
秋
茄
の
木
よ
り
取
り
物
に
包
み
土
へ
掘
り

い
け
候

て
、
下

に
砂
を
敷
き
蒔

い
て
吉
」
、
「
年

々
茄
畑
に
蒔
く
悪
し
、
葉
落
ち
申
し
候
」
、

「
茄
盃
に

ま
び
り
蒔
く
は
不
生
に
御
座
候
、
す
な
に
て
も
み

ほ
ご
し

蒔

き

て

能

し
、
ま

た
す
な

の
上
蒔
き
ご
座
候
、
又
は
作
り
こ
ひ

の
上
能

く
候
」
、
「
茄
は
徒
く

り
こ

い
の
上
に
蒔
き
白
水

か
け
て
仕
り
候
よ
く
御

座

候

」
「
茄
早
く
出
来
し
申
し

候
に
は
先
ず
、
古
敷
き
手
桶
な

ど
に

立
春
に
罷
り
成
り
候

わ
ば
上
置

き
、
火

の
近

所
に
置

く
、
外

ふ
せ

の
人

の
ふ
せ

る
時
に

は
植
え
候

え
ば
早

く
な

り

申

し

候
」

（
以
上
「
畑
方
覚
え
」
門
屋
文
書
）
と

あ
る
。

下
に

砂
を
敷
い
て
排
水
を
良
く
す
る
工
夫
や
、
厩
肥

の
上

に
ま
い
て
、

そ
の
醗

酵

熱
と
そ
の
肥

料
分

を
利
用

す
る
な
ど
、
長
年

の
経

験
か
ら
好
結

果
を
得
ら
れ
た

方
法
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

煙
草
（
長
命
草
）
　
「

た
ば
こ
苗
場

を
年
々
替

え
て
彼
岸
蒔
き
能
く
御

座
候
、
日

蔭

は
悪

く
、
日
向
能
く
御
座
候
」
、
「
長
命
草
種
子

蒔
き
様
は
先

ず
下

地
成
る
程
こ

や
し
置
き
、
其

れ
を
こ
な
し
、
成
程

つ
ち
に
て
た
た
き
ふ
み

つ
け
返
し
て
其

の
上

に
蒔
き
は
き
、
其
の
上
を
ふ
た
を
／

め
置
く
。
め
み
え
す
る
と
き
ふ
た
を
取

る
、

ふ

た
仕
り
候
は
悪
敷
く
候
」
、
「
同
植
え
申
す
旬
、
は
げ

ん
前
後
時
分
植
え
候

わ
ば

切
虫
御
座
無

く
候
」
と

あ
る
。
（
以
上
「
畑
作
覚
え
」
門
屋
文
言

４
　

田
植
え
と
畑
作
物
の
播
種

田
　

田
　

植
　

え

田

植
え

の
時
期

は
「
田
植

目
定

め
申
し
候
積

り
は
中
（
夏
苫

よ

り

六
日

七
日

八
日

か
け
て
早
瀬
植
え

を
定

め
て
よ
し
、
又

お
く
植
え

を
中

上
旦

二
日
四
日
前
に

定

め
仕

り
て
よ
し
」
、
「
田

植
え
の
旬
中
前
二

・
三

日
開

よ
き
と
申
し
穂
揃

い
仕

り

候
と
申
し
候
」
と
し

て
、
早

生
種

を
太
陽
暦

の
六
月

一
四

～
五

日
か
ら
、
晩

生
種

で

も
六
月

二
〇

目
こ
ろ
ま
で
に

植
え
る
こ
と
が
良
い
と
し
て
、

か
な
り
植
付

け
期

に

心
配

り
を
し
て
い
る
。

田

植
え
の
予
定

日
が
定
ま
る
と
そ
れ
に
合

わ
せ
て
田

の
方
の
準
備
を
す
る
。
田

打

ち
（
耕
起
）、
荒
代
径

き
に

つ
い
て
は
特
に
記
録

が
残
っ
て
い
な
い
が
、
田

打
ち

に
は
万
能
鍬
、
あ
る
い
は
鋤
が
使

わ
れ
、
荒
代
径
き
に
は
万
能
鍬
に
よ
る
人
力
の

ほ
か
馬

鍬
が
広
く
使

わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
刈

敷
刈

り
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
石

高
二
五
石

、
水
田

一
町

五
反

ほ

ど
を
経
営
す
る
農
家
に
お

い
て
次
の
よ
う
な
予
定
を
立
て
て

い
る
。

「
苅

敷
山
登
り
し
積
り
、
ｍ

植
に
定
め
日
指
し
よ
り
十
九
日
か
ら
二
十
日
前
に
山

2 銘
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へ
登
り
能
く
候
」
、
「
山
、
里

共
十
一
日
程
に
て
刈

敷
お
え
申
し
族
、
そ
れ
よ
り
三

日
程
ふ
ま
せ
仕
り
候
え
ば
能
く
御
座
候
。
惣
合
十
五
日
程
に
て
植
え
し
ろ
に
罷

り

成
り
候
間
、
早
乙
女

植
え
日
を
定
め
て
よ
く
御
座
候
、
早
瀬
お
く
共
楽
に
仕
舞

い

申
し
候

。」
こ

の
刈
敷
刈
り

は
最
も
稲
作

の
中
で
多

く
の

労
力

を

必
要
と
し
、
さ

ら
に
こ
れ
を
田

に
ひ
ろ
げ
、
馬
や
人
の
足
で
踏
み
込
む
ふ
ま
せ
を
行
な

い
、
そ
の

後
を
田
下

駄
（
大
足
）
を
は

い
て
全
面
を
歩

い
て

刈
敷
を
き
れ

い
に

踏
み
込
み
地

均
ら
し
を
し
て
植
代
が
で
き
あ
が
る

わ
け
で
、
計
画
的
に
作
業
が
進
め
ら
れ
て

い

る
。田

植
え

の
方
法
は
水
を
小
水
に
し
て
大
勢

の
早
乙
女
が
入
り
、
一
列
に
並
ん
で

図3-33　 南殿地主 手作り経営の田植労働力「覚」より （南殿酒屋文書）

５月10 日には12人 ５月13日には10人 雇ってい る

後
へ
さ
が
り
な
が
ら
植
え
る
。
縦
横
の
間

隔
は
見
当
で
植
え
る
不

正
条
植
え
で
あ

っ

た
よ
う
で
あ
る
。
田

植
え

の

能

率

は
、

「
そ
う
と
め
積
り
一
人
は
籾
四
俵
取
り
積

り
に
て
植
え
申
し
候
」
と
あ
犬
　

一
人
一

日
四
畝
と
考
え
ら
れ
て

い
た
。
水
田
を
広

く
持

つ
有
力
農
民
は

い
ず
れ
も
大
勢

の
早

乙
女
を
使

っ
て
田
植
え
が
適
期
に
終

わ
る

よ

う
に
心
掛
け
て

い
る
。

（
享
保
五
）

庚
子
田
植
え
覚
え

五
月
十

一
日
　
　
　
　

仙
田
　

大
萱

一
早
乙
女
十
人
　
　
　
　

浪
田
　

羽
揚

垣
外

五
月
十
六
日
中

の
前
日

つ
ぶ
た
　

甚
兵
田

曲
長
　
　

沖
新
田

一
早

乙
女

十
一
人
積
り
　

一
ツ
長

五
月
廿
日
前
日

苗
取

り
置

き

中
過
ぎ
　
四
日

一
四
人
早
乙
女
を
遣
わ
し
残
り
で
植
え

（
五
月
廿
四
日
男
四
人
来
る
）

（
農
）

五
月
廿
一
日
能
休
仕
り
侯

「
作
毛
取
り
納
め
覚
え
」
よ
り
）

（
門
屋
文
言

②
　
畑
作

物
の
播
種

播
種
期
　

「
萬
蒔

旬
並
び
に
取

り
納
め
付
け
覚
え
」
（
図
3
1
3
1）
を
中
心
に
、

江
戸
時
代

の
畑
作
物

の
播
種
期
、
定
植
期

を
拾

い
出
し

て
表
示
し

た
も

の
が
表
３

表
３
－
3
2
　江
戸
時
代
畑
作
物
の
播
種
期

漬

瓜

茄

子

煙

草
麻

蕎

麦

大

豆

稗 粟 麦
作

物

Ｏ

八
十

八
夜
前

後
に

ま
く

○ ○
五 彼

月 岸
中 ご

前 ろ
植 に
ぇ 蒔

申　く
し
鉄

心定

植
心

○ ○

は 彼
げ 岸

ん
に

前 な

後 ら
時 ば分 蒔

植 く
え　よ
る　し

ら定

植
心

○

五
月
中

前
一
一
六日

○
彼

岸
五
〇
日

前

○

は 五
廿 月
日 中
前 よ

上 り
吉 前

廿
一一

－一一
か
け
て

よ
し

又

○

五
月
中
前

一
一
六
日

○　 ○ ○
日 夏 と 粟 五
前 蒔 仕 旬 月

に き り 山
中

蒔 は 侠 本 前
く 土　　 に 一
よ 用　 て Ｏ
し 前　　 も 日

九　　 中　
Ｓ

日　 前 一

一　
四 四

〇　　 ｀　`
日　 五 五
又　　 日　日
は　　 も 前

七　　 し よ
・　　　ゅ　し

八　　 ん

○
土
用
入
前

後

七
｜

八日

播

種

期

○
五
月
－
Ｓ
一
一日

ご
ろ

○ ○

六 三
月 月
一 一
一
二　

日

日　∫
こ 二

ろ 二
日

○ ○

七 三
月 月
一 一
一日 七
こ　∫

ろ 二

〇
日

○

五
月
一
一
七日

○

八月

一
日

○

五
月
一

八
Ｓ
一
一
一
日

○

五
月
一
一
七
日

六 六
？　　　月　月

一 七

七　
Ｓ

Ｓ 一
一一
一

八　日
日

一
〇
月
一
一
〇
日
前
後

太

陽
暦
に
し

た
日

2 お
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－
3
2
で
あ
る
。
播
種
期
を
定
め
る
に
は
旧
暦
で
は
月
日
で
決
め
て
も
年
に
よ
り
大

き
い
変
動
が
あ
る
の
で
、
春
分
・
芒
種
・
夏
至
等
の
二
十
四
節
々
、
彼
岸
・
八
十

八
夜
等
の
雑
節
を
基
準
に
し
て
定
め
て
お
り
、
播
種
期
を
非
常
に
大
切
に
考
え
て

い
る
。
そ
の
資
料
を
次
に
掲
げ
よ
う
。

一

夏

毛
蒔
き
付
け
覚
え

餅
粟
　
中

前
十
六
日
半
切
蒔

く

三
郡
粟
　

弐
斗

九
升

姫粟

露
　

四
斗
壱
升

中
前

十
五
日
に
　

南
畑

に
蒔

く

吉

一
弐
石

三
斗

粟
　

中
前
四
日
　

踊
免
束

一
弐
石
　

五
斗

粟
　
中
前
四
日
　
西
垣
外
東
う
ね
四

十
　
市
平
畑

一
壱
石
弐
斗
積
り

悪
し

蕎
麦
　
彼
岸
前
五
十
一
日
壱
斗
弐
升
　
南
切

早
く
悪
敷
く
候

蕎
麦
　
弐
石
七
斗
　
　
い
い

○
　
○

（
元
禄
元
年
「
取
り
納
め
付
け
覚
え
」
よ
り
）

（
門
屋
文
書
）

こ
れ
は
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
の
「
夏
毛
蒔
き
付
け
覚
え
」
の
一
部

で
あ

る

が
、
播
い
た
時
に
は
作
物
の
種
類
、
播
い
た
日
、
畑
名
、
時
に
は
播
種
量
を
記
入

し
て
お
き
、
収
穫
し
た
と
き
に
収
量
と
そ
の
良
し
悪
し
を
書
き
込
ん
で
い
る
。
こ

の
例
で
は
粟
の
所
に

Ｉ
か
所
吉
、
蕎
麦
の
所
に
悪
し
、
早
く
悪
敷
く
候
と
播
種
期

に
対
す
る
反
省
を
書
き
込
ん
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
け
麦
な
ど
に

も
多
く

あ

り
、
播
種
期
は
当
時
の
農
業
技
術
の
中
で
品
種
の
選
択
と
と
も
に
最
も
関
心
の
高

い
事
柄
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

播
種
量
　
主
な
畑
作
物
の
播
種
量
を
明
細
帳
か
ら
拾
い
あ
げ
る
と
次
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

播
種
量
は
そ
の
時
期
や
畑
の
場
所
、
地
味
等
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
簡
単
に
そ

の
多
少
を
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
粟
に
つ
い
て
「
一
畝
に
一
合
よ
く
」
と
い

大 小 大

豆 麦 麦

種

類

四 壱 弐

升 斗 斗
Ｓ 弐 五

五 升 升
升 Ｓ Ｓ

壱 三
斗 斗

五
升

反

当

播

種

量

油

稗 粟
荏

種

類

一 弐 一
升 斗 升

五 五 五
合 升 合

∫
弐
升

反

当

播

種

量

う
資
料
も
あ
り
、
明
細
差
上
帳
と
い
う
性
格
か
ら
多
め
に
記
入
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
、
実
際
は
こ
れ
よ
り
少
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
粟
に
て
も
稗
に
て
も
日
照

り
候

と
き
は
弥
々
成
程
薄

く
蒔

き
候

て
克

く
、
必

ず
厚

く
蒔

く
べ
か
ら
ず
、
一

尺

に

一
本

又

は

五
寸

に

一
本

に

て

も
能

く
御

座

候

。

あ

つ

く
御

座

候

得

ば
壱

本

も

穂

に

出

ず
候

」

と

し

て
厚

播

き

を

い

ま
し

め

て

い

る

。

播

種

の

方
法
　

播

種

の
方

法

に

つ

い

て
も

多

く

の
資

料

は

な

い

が

、
「
菜

に

て

も

大

根

種

に

て
も

大

日

て

り
に

は
、

蒔

く
五

日

六
日

前

よ

り
油

に

浸

し

、

又

干

し

て
蒔

く

は
能

く

は
え

申

し

候

」
、
「
大

根

種

子

夜

露

に

四

、

五

夜

も

っ

ゆ
引

き

で

よ

し

、

能

く

は
え

申

す

と
有

り
、

虫

食

わ

ず

と
云

う
」
、
「
日

照

り

の
年

に

当

た

り
種

物

、

菜

、

大

根

等

は
え

申

す
間

敷

く
と

思

い
候

わ

ば
成

る
程

下

を
踏

み

つ
け

、

そ

の
上

に

蒔

吉
土

を
薄

く
懸

く

る
能

く
御

座

候

、

厚

く
懸

く

は
悪

敷

く
候

。
又

蒔

き

申

す
上

を
返

し

踏

み

つ

く

は

は
え

か

ね
申

し

候

」

等

、

原

畑

の
乾

燥

地

農

法

と

も

言

う

べ

き
方

法

が
記

さ

れ

て

い

る

。
（
前
掲
「
萬
蒔
物
旬
弁

び
に
取
り
納

め
付
け
覚
え
」
）

５
　

肥
　
　
　

料

田
　

水

田

の

肥
料

「
田

の
糞

の
義

第

一
刈

敷

、

馬

屋

ご

い
、

灰

、
下

糞

等

入

れ
申

し

候

」
（
元
禄
一

二
南
殿
村
明
細
帳
）
「
田

方

肥

し

は
入

会

山

に

て
草

刈

宍
　

肥

に

仕

り

候

」
（
宝
暦
四

田
畑
村
明
細
帳
）
と

あ

る
よ

う

に

、

水

田

の
肥

料

と

し

て

は
刈

敷

が

中

心

で

、
厩

肥

、

灰

、

人

糞

尿

等

が

補

助

と

し

て
用

い
ら

れ

た

。

刈
　

敷
　

田

植

え

二

〇

日

前

ご

ろ

か
ら

入

会

刈

敷

山

の
山

の
口

が

あ

き

始

め

る

の
を

ま

っ
て

一

斉

に

刈

り

始

め

る

。

水
田

一
反

歩

に

入

れ

る

刈

敷

の
量

は

Ｉ
〇

～

三

〇

駄

で

あ

る

と

い

わ
れ

る

か

ら

、

一

町

歩

の
水

目

に

は

Ｉ
〇

〇

圭

二
〇

〇

駄

が
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必
要
に
な
り
、
こ
れ
は
大
変
な
日
数
と
労
力
を
必
要
と
す
る
仕
事
で
あ
っ
た
。
次

に
一
農
家
の
刈
敷
刈
り
の
例
を
掲
げ
て
み
よ
う
。

刈

敷

刈

り

四
月
廿
七
日

上
る
植
付
け
十
八
日

前
に
上

る
（
北
か
）

市
沢
　

五
日
　

六
拾
駄
　

馬
四
匹

火
打
な
ぎ
　

三
日
　

三
拾
六
駄
　

馬
三
匹

立
山
に
て
八
日
刈
り
　

合
九
拾
六
駄

野
山
　
　
　

三
拾
弐
駄

五
月
八
日
に

大
清
水

山
　
草

弐

拾
三
駄

弐

拾
だ
ん

大

泉
所
虹
柚
け
い

に
明

け
拾

弐
だ
ん

勺

石

竹

醍

付

貨

万

五
月
十
六
日
に
　

八
だ
ん

（
「
種
子
浸
し
覚
え
」
よ
り
　
門
屋
文
書
）

こ
れ
は
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
の
記
録
で
こ
の
家
と
し
て
は
刈
り
取
り
量
の
多

い
年
で
あ
る
が
、
四
月
二
七
日
か
ら
市
沢
・
火
打
な
ぎ
と
称
さ
れ
る
入
会
刈
敷
山

に
登

っ
て
刈

り
始
め
、
市

沢
の
五
日
間
け
馬
四
匹
を
使

っ
て
六
〇
駄
を
刈
り
運
ん

で

い
る
か
ら
一
日
三
回
運
び
で
あ
り
、

火
打
な
ぎ
の
三
日
開
け
一
日
四
回
運
び
の

計

算
に
な
る
。
一
三
日
の
日
数
を
使

っ
て
全
部
で
二
〇
三
駄
の
刈

敷
を
刈
り
運
ん

で
お
り
、
こ
の
農
家
の
水
田
面
積
は
一
町
四
～
五
反

で
あ
る
か
ら
一
反

歩
当
た
り

一
四
～
五
駄
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

草
場
の
あ
る
農
家
は
刈
敷
の
代
わ
り
に
草
揚
草
を
刈

っ
て
水
田
に
入
れ
た
。
草

揚
は
普
通
冬
季
間
湧
水
等
を
引

き
掛
け
流
し
て
草
の
生
育
を
旺
盛
に
す
る
の
で
、

良
質
大
量
の
草
が
で
き

Ｉ
反

歩
の
草
場
で
五
反

歩
の
水
田
に
施
す
草
が
と
れ
た
と

い
わ
れ
て

い
る
。
　
　
　
　
・

厩
　

肥
　

田
植
終
了
後
間
も
な
く
牛
馬
の
飼
料
及
び
街
草
と
す
る
抹
野
で
の
朝

草
刈
り
が
始
ま
る
。
飼
料
の
残
滓
と
徘
草
は
牛
馬
に
踏
み
固
め
ら
れ
て
厩

肥
に
な

る
。
ま
た
、
土
用
過
ぎ
に
刈
ら
れ
る
夏
草
も
厩
肥
の
大
切
な
給
源
と
な
っ
た
。
夏

草
を
た
く
さ
ん
刈
っ
て
馬
屋
に
入
れ
て
踏
ま
せ
、
よ
り
多
く
の
厩
肥
を
作
る
こ
と

が
当
時
の
農
民
の
大
事
な
働
き
場
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
藁
や
粟
、
稗

麦
等

の
稗
も
大
切
な
厩

肥
源

と
な

っ
た
。
こ
う
し
て
大

量
の
厩

肥
が

作

ら

れ

る

が
、
当
村

の
よ
う
に
畑
作

の
多

い
場

所
で
は
厩

肥
の
大
部

分
は
畑
作
の
欠
く
こ
と

の
で
き
な

い
肥
料
と
し
て
使

わ
れ
、
水
田

に
ま
わ
る
部

分
は
少
な
か
っ
た
よ
う
で

あ

る
。

石
　

灰
　

石
灰
に

つ
い
て
は
天

保
八
年

二

八
三
方

七
久
保
村

の
「
石
灰
田
糞

に
付
き
取
極
め
議
定
証
文
」
（
『
県
史
資
料
第
四
巻
』）
と

い
う
資
料

の
中
に

「
近
年
村

方
一
統
田

糞
に
石

灰
多
く
遣

い
候

に
付

き
：
」

と
あ
り
、

ま
た
、

安
政
四
年

二

八
五
七
）
に
箕
輪
領
の
総
代

と
し
て

大

泉
村

、
福
島

村
等
四

か
村

の

村
役

人
が
小

野
石
灰
焼
き
差
し
止
め

の
解
除
を
願

っ
て
松

本
御
役
所
あ
て
に

出
し
た
文

書
の
中

に
、
「
石
灰

の
儀

は
当
村
専
ら

田
方

の
養

い
に

用

い
依
Ｅ
」
、
「
石
灰

を
田
肥
に
用

う
可

き
儀
は
兼
ね
て
仰
せ
出
さ
れ
も
こ
れ
有
る
事
に
付

き
、
先

年
試

み
と
し
て
用

い
依
村

々
御
座
候
所
夫
よ
り
温
蚊
、
滑

虫

の
憂

い
こ
れ
無
く
、
却

っ
て
地
味
和

ら

ぎ
実
法
方
宜
し
く
取

り
実
も
増
し
、
米
症
と
て
も
聊
か
已
前
に
相
替

ら
ず
追

々
広

く
田

肥
に
用

い
来
た
り
依
：
こ

と
あ
り
、

さ
ら
に
、
「
田
方

の
養

い
多
分
相
減
り
、

悉
く
不

足
仕
り
候
て
も
石

灰
に
代

り
候
田
肥
外

に
こ
れ
無
く
候
得

ば
、
自
然

と
養

い
に
不

行
き
届
き
当
已
田

方
一
郡
一
同

若
し
不

熟
の
場

に
も
至
り
申

す
可

き
や

と

恐
怖
痛
心
仕
リ
：
こ

と
あ
り
、
江

戸
時
代

後
期
に
は
石
灰

の
使
用

は
か
な
り
普
及

し
始
め
て
お

宍

刈

敷
を
中
心
と
し
た
水
田
肥

料
に
石
灰

を
併
用

す
る
こ
と
の
効

果
を
知

っ
て

い
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

②
　

畑
作
の
肥
料

「
畑
こ
や
し
厩
こ

い
、
下
糞
入

れ
申
し
候
」
（
南
殿
明
細
帳
）
と

い
う
よ
う
に
、

厩
肥
、
下
肥
（
人
糞
尿
）
が
用

い
ら

れ
て

い
る
。
「
畑

こ
や

し
原
草

山
草
仕

り
候
」

（
享
保
五
大
泉
村
明
細
帳
）
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
原

草
、
山
草
を
生

の
ま
ま
肥
料

と
し

た
の
で
は
な
く
、
作
り
肥
に
す
る

か
牛
馬
に
踏
ま
せ
て
厩

肥
と
し
て
用

い
た
も
の

で

あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
し
て
畑
作

の
肥
料
は
厩

肥
が
主
体
で
あ

っ
た
。

下
肥

は
厩
肥
と
並

ん
で
畑
作

の
重
要
な
肥
料
で
あ

っ
て
、
広

い
便
所
を
主
屋

の
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近
く
に
造
犬

ま
た
、
別
に
肥
溜
を
作
っ
て
蓄
え
熟
成
さ
せ
て
お
き
、
播
き
肥

追
肥
等
に
使
わ
れ
た
。
灰

も
大
切

な
肥

料
と
し
て
毎
日
の
い
ろ
り
の
焚

落
と
し
の

灰
を
蓄
え
て
お
き
施
用
す
る
の
み
で
な
く
、
入
会
山
等
で
焼
い
て
く
る
青
灰
等
も

多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
広
い
畑
地
に
施
す
に
は
自
分
の
家
の
焚
落
と
し
の
灰
や
下

肥
だ
け
で
は
不
足
す
る
の
で
灰
や
下
肥
の
売
買
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
大
き
な
百

姓
は
そ
れ
ら
を
買
い
蓄
え
て
お
い
て
使
っ
て
い
る
。
次
の
資
料
は
そ
れ
を
示
す
も

の
で
あ
る
。

ム
ん（
灰
）

屎
盃
請
け
取

り
覚
え

丑
極
月
廿
五
目

一
盃
　

壱

俵
　
　

河
家

よ
り
取

る

寅
正

月
三
日
に

一
尿

一
盃

弐
桶

壱
俵

働
皿

よ

り
取

る

肥
料
は

ど
の
よ
う
に
し
て

ど
れ
ほ

ど
施
さ

れ
た
だ
ろ
う

か
。
適
当
な
資
料
が
な

い
が
、
左
に
麦
作

の
例
を
あ
げ
よ
う
。

盃
　

壱
俵
　
　

靉

右
弐
百
文
丑
卯
月
四
目
渡

大
　

麦
○
貞
享
二
年
麦
作
施
肥
例

，　　
ｌ

ひ ヽ上

き ヽ ご

い
　
　
　

麻
　

畑

こ
み
　
　

四
げ
ん
だ

八
月
廿
三
日

一
萱
　

壱

駄
五
把

同
　

目

九
月
十
日

に
蒔

く
　
篠
田
粟
中

小

麦
｛

いこ
じ

い
　
　
　

ひ

き
こ
み

蜂
頭
　

松
河

九
月
十
日
に
蒔
く
　

田

の
尻

小
　

麦
　
　

ひ
き
こ
み
　
　
　

甲
州
小
麦

①

上
ご

い

五
兵
河
家

か
し

な

る
木
　

廿

本
　

代

百

文
　

同

人

八

月

廿

三

日

一
尿
　

二

桶
　

取

る

以

下

略

（
門

屋

文

書

）

○
正
徳
二
年
麦
作
施
肥
例

大
　

麦

大
　

麦

大
　

麦

ｙ

月
廿
三
日
付

け

↓
わ

屋
ご
い
三
五
駄
　
北

殿
畑

五
斗
　

九
月
十
八
日

（
門
屋
文
書
）

こ

の

貞

享

二

年
（

コ
（

八
五
）
の

例

は

施

肥

の
方

法

と

し

て

「

ひ

き

こ

み

」

と

「

上

ご

い
」

の

二

種

が

あ

か

っ

て

い

る

。

ひ

き

こ

み

と

は
畦

を
作

っ

て

そ

の
中

に

厩

肥

を
引

き

込

む

施

肥

で

あ

ろ

う

。
上

ご

え

は

種

を
播

く
前

か
、

種

を
播

い

た
上

に

覆
土

し

そ

の

上
に

ま

い

た

も

の

か

こ

れ

だ

け

で

は

よ

く

わ

か

ら

な

い

が
、

肥

料

は
下

肥

も

し

く

は
灰

、

あ

る

い

は

そ

の
両

方

で

は

な

か

ろ

う

か

。

正

徳

二
年

二

七
一
二
）

の
例

で

は
馬

屋

ご

い

（
厩
肥
）
が
播

種

の
二

〇

日

以

上

も

前

に

畑

に

運

び

出

さ

れ

て

お

り
、

施

用

量

を
計

算

す

る
と

、

反

当

一
四

～

一

八
駄

と

な

り

、

一
駄

三

〇

貫

（
一
一
二
、
五
㎏
）
と

す

れ
ば

四

二

〇

貫

（
一
五
七
五
㎏
）
～

五

四

〇

貫

（
二

○
二

五
㎏
）

と

な

り
、

か

な

り
多

い

施
用

量

と

な

っ

て

い
る

。

な

お

、

福

沢

家

農

事

帳

（
前
掲
）
に

は

次

の
よ

う

な

記

録

が

あ

る

。

「
大
根
　

壱
反

五
畝
　

種
八
合
に
て
よ
し
、
灰
四
拾
表
　

馬
屋
ご
い
三
拾

駄
」

「

そ
ば
　

種
九
升
　

肥
天

び
ん
ハ

ッ
ぬ
か
ハ
ッ
」
、「

灰
壱
俵
に
壱
升

五
合
入

れ
灰
不

足
の

と
き
は
二
升

に
て
も
よ
し
」

商

品

作

物

あ

る

い
は

二

毛
作

の

一

般
化

し

て

い
る
地

方

で

は
、

江

戸

時

代

後
期

に

は
干

鰯

、

油

粕

等

が
肥

料

と
し

て
用

い

ら

れ

た
と

い

わ

れ

て

い

る

が
、

こ

の
地

域

で

は

ど

う

で

あ

っ

た

か

。
中

馬

の
付

け

も

ど

り

の
荷

物

の
中

に

は

少

数

の

粕

類

、

干

魚

が
入

っ

て

お

り
、

前

掲

福

沢

家

農

事

帳

に

大

根

の
肥

料

と

し

て
油

粕

の

文

字

が

あ

る
が

、

一
部

の
煙

草

以

外

特

別

の
商

品

作

物

が

作

ら

れ

た
と

は
思

わ

れ

ず

、

魚

粕

、

油

粕

等

の
購

入

肥

料

は
当

地

で

は
ま

だ

使

わ
れ

な

か

っ
た

の
で

は

な

か

ろ
う

か
。

６
　

管

理

と

病

虫

害

防

除

剛
　

水

田

の

管

理

田
方
用
水
の
儀
折

々
干
し
乾
し
、
土
中
へ
陽
気
行
き
渡
り
侠
え
ば
格
別
実
入
り
宜
し
き

趣
に
候
。
：
主

地
に
も
寄
り
申
す
べ
く
候
得
ば
一
概
に
は
心
得
難
吉
事
に
付

き
、
是
迄
馴

れ
致
し
申
さ
ざ
る
儀
に
侠
わ
ば
、
村
々
の
内
先

ず
少
々
ず
つ
左
の
趣
に
随

い
た
め
し
見
候
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様
致
す
可

く
候
。
則
ち
奥
州
に
て
様
候
米
弐
袋
見
せ
申
し
候
。

一
用
水

の
儀
、
植
え
付
け
済
み
二
番
草
取
り
催
両
三
日
、
三
番
草
取
り
候
後
又
々
両
三
日

水
を
引
き
去
り
干

し
付
け
候
事
。

一

七
月
中
右

の
通

り
両
度
程
干
し
付
け
、
尤
も
其

の
間
も
随
分
浅
く
入

れ
置
き
申
す
可
き

事

。（
以
下
略
）

（『
県
史
資
料
四
巻
』
）

こ

れ

は
天

明

八
年

二

七
八
八
）
幕

府

か

ら
出

さ

れ

た

も

の

を
、

飯

島

御

役

所

で

写

し

て
村

々

へ
出

し

た

農

事

触

れ

書

で

あ

っ

て
、

ど

の

程

度

一

般

に

普
及

し

た

か

不

明

で

あ

る

が
、

中

干

し

を

実

施

す

る

こ

と

を

奨

め
、

平

常
時

の
濯

水

は

で

き

る

だ

け

浅

水

に

す

る

よ

う

に

説

い
て

い
る

。

除

草

に

つ

い
て

は

、

前

記

引

用

文

に

二

番

草

、

三

番

草

と

あ

る

よ

う

に

二

大

二

回

の

除

草

が

行

な

わ

れ

て

お

り

、

穂

稗

取

り

に

つ

い
て

は

「

随

分

早

く

苗

代

斗

り

四

回

～

五

回

も

自

身

気

を

つ
け

候

得

ば

外

は

取

ら

ず

候

共

年

々

減

じ

て

無

き

様

に

相

成

候
：
こ

と

あ

り

、

苗

代

の
う

ち

に

稗

抜

き

を

徹

底

す

る

こ

と

が

良

い
と

し

て

い

る

。

㈲
　

畑

作

の

管

理

畑

作

の
管

理

に

つ

い
て

は
当

村

か
ら

は
ま

だ
資

料

が

発

見

さ

れ
て

い
な

い

。
そ

れ
で

福

沢

家

農

事

帳

（
前
掲
）
に

出

て

い

る
も

の
を

掲

げ

参

考

と

し

た

い

。

粟

は
、
井

か
い
も
の
の
時
土
用
中
弐
番
打

ち
し
て
置

き
、
土
用
明

け
て
井

か

い

て

よ

し
、
尤

も
井

か
い
催

と
き
か
た
く
催
え

ば
む
だ
穂
に

な
る
と
申

す
こ

と
也

、
念
入
り
手
に

て
井

か
い
な
が
ら
お
こ
し
候
様
申
し

つ
く
可
き
事

。」

（
心
）

「

夕

顔

は

、

掛

け

肥

は

さ

わ

り

多

し

、

つ

る

余
程

の

び

候
時

節

真

を

止

め
枝

ば

か

り
助

け

置

き
て
良
し
、
む
だ
花
咲
か
せ
ぬ
よ
う
日
々
取

り
尽
し
候
え

ば
本
花

勢
い
よ
し

、
数
少

く

付

き
候
え
ば
大
き
く
成
り
候
え
共
数

少
な
き
も
損

な
り
、
相

応
に
つ
け
候
様

に

致

す

べ

し
。
」

「
木
瓜
、
是
も
枝
三
段
程
見
え
候
節
早
く
真
を
止
め
枝
ば
か
り
に
付
け
候
て
よ
し
、
む
だ

花
さ
か
せ

ぬ
が
よ
い
。」

「
黍

、
㈲
よ
り
気
を
付
け
、
小
使
時
々
か
け
生
い
立
ち
次
第
何
か
度
も
井

か
い
上

げ
候
え

ば
土
中

に
成
り
候
分

白
し
、
折

々
井

か
い
候

て
よ
し
。」

㈲
　

病

虫

害
防

除

稲

作

の
病

害

に

つ

い

て

は
稲

熱

病

等

の
害

が

あ

っ

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

が
、

資

料

が

な

く

こ

れ

を
明

ら

か
に

す

る

こ

と

が

で

き

な

い
。
害

虫
に

つ

い
て

は

災
害

と

し

て

惶

害

が

し

ば

し

ば

古

記

録

に

残

っ
て

お

り

、
先

に

あ

げ

た

資
料

の
中

に

も

石

灰

を

施
用

す

る

こ

と

に

よ

っ
て

「

温

蚊

、
滑

虫

の

憂

い
無

き

に

付

き

」

と

あ

り

、

虫

害

に

つ

い
て

は

感

心

が

高

い
。

次

に

害

虫

駆

除

に

つ

い
て

の
農

事

触

れ

書

を

あ

げ

て

お

こ
う

。

稲
作
虫
付
き

の
節
防
ぎ
方
儀
、
土
地
に
寄
り
晶
々

の
取
り
計
い
こ
れ
有
り
夜
分
畔
に
て

火
を
焚
き
又
は
毒
荏
を
流
し
、
或
は
空
鉄
俎
を
打
ち
候
様
な

る
取
り
計

い
も
こ
れ
有
り
候

得
共
、
虫
付
き
候
田
方
へ
は
鯨

の
油
を
壱
畝
に
二
圭

二
滴
も

そ
そ
ぎ
候
え
ば

虫

立

ち

候

由
、
鯨

の
油
こ
れ

な
き
土
地

は
暁
に
風
上
よ
り
石
灰
を
ふ
り
か
け
根
虫
に
候
は
用
水
口
よ

り
石
灰
を
流
し
候
得
ば
虫
去
り
候
由
に
候

。
尤
も
石
灰
に
て
翌
年
土
地
／
り
候
様
も
存
じ

候

わ
ば
、
冬
よ
り
竹
葉
を
入
れ
置
き
春
に
至
り
切
り
替
え
し
候
得
ば
地

の
／
り
こ
れ
無
き

趣
に
挟
間
、
此

の
旨
兼
ね
て
申
し
教
え
置
き
候
様
此

の
度
厚
吉
恩
召
を
以
て
上
よ
り
御
沙

汰
に
付
き
申
し
渡
し
候
。

右

は
村
役

人
共
心
を
用

い
右
手
当

の
品
才
覚
致

し
方
等
兼
ね
て
工
夫
致
し
置
き
候
様
致
す

可
き

事
。

（
天
明
八
年
）

申

七
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

飯
島
御
役
所

（『
県
史

資
料
第
四
巻
』
）

畑

作

物

の

害

虫
防

除

に

つ

い

て

は

、
「

煙

草

植

え

申

し

候

旬

、

は

げ

ん

前

後

時

分

植

え

候

わ

ば

切

り

虫
御

座

無

く
候

」

と

い
う

よ

う

に

、

植
付

け

ま

た

は

播

種

期

に

よ

っ
て

虫

害

を

防

ぐ

こ

と

を

考

え

、

ま

た

、

な

す

に

「

若

し

虫

付

き

葉

を

い
た

め

候

わ

ば

、

た

ば

こ

の

骨

ひ

し

ぎ

、

水

を

入

れ

一

昼

夜

浸

し

置

き

水

を

掛

け

て

よ

し

」

と

し

て

、

二

コ
チ

ン
を

害

虫

駆

除

に

使

っ
て

い
る

。

猪

、

鹿

等

の
害

は
江

戸

時

代

の
農

業

に

と

っ
て

大

き

な

問

題

で

あ

っ
て

、

猪

を

2 召
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防
ぐ
為
の
垣
を
作
り
、
あ
る
い
は
威
鉄
砲
等
に
よ
っ
て
追
い
払
う
こ
と
を
し
た
。

村
に
よ
っ
て
は
猟
師
を
召
し
抱
え
、
玉
薬
代
、
給
金
の
外
に
一
頭
当
た
り
い
く
ら

上
褒
美
を
出
し
て
猪
や
鹿
を
射
殺
し
て
そ
の
害
を
防
い
で
い
る
。

７
　
作
物
の
収
穫
と
収
量

第３章

(1)

稲
の
収
穫
と
調
整

稲
は
、
普
通
秋
の
彼
岸
な
か
ご
ろ
か
ら
稲
の
熟
度
を
見
て
鎌
で
根
元
か
ら
刈
り

取
ら
れ
、
江

戸
時
代

ま
だ
稲
架
掛
け
は
行

な
わ
れ
ず
に
刈
干

し
に
し
、
数
日
の
後

に
束

に
し
て
家
に
運
び
脱
穀
作
業
が
行

な
わ
れ
た
。

脱
穀

作
業

が
ど
う
行

な
わ
れ
た
か
「

作
の
取

り
毛
覚
え
」
（
前
掲
）
の
中

か
ら
正

使

耳
年

二

七
二

）
の
稲
扱

き
の
日
付
け

と
、
扱

き
落

し
た
籾

量
を
並
べ
て
み

る

と

次
の
よ
う
に

な
る
。

日
付
　

扱
き
落
し
籾
量

石

旧
七
月
二
八
日

八

が
　
九
μ

八

が
一
六

″

八

″
一
七

″

八

″
一
八

″

八

″
一
九

″

八

″
二
二

″

八

″
⊇

二
″

八

″
二
四

″

八

″
二
七

″

九

″
　
二

″

九

″
　
Ξ
μ

九

が
　
四

μ

〇
、
六
斗

一
、
三
七

一
、
二
五

〇
、
二
六

一
、
〇
七

一
、
〇
〇

〇
、
五
〇

一
、
一
三

〇
、
九
〇

三
、
五
〇

二
、
八
〇

一
、
二
八

一
、
六
〇

日
付

扱

き
落
し
籾
量

九
月
　

五
日
　

〇
、
七
一

九

″
　
六

″
　
〇
、
九
八

九

だ

九
μ

九
μ

八
μ
　
〇

、
六
九

一

〇

が

一

一

″

九

″
コ

ー
″

九

が
二

万

九

が
一
四

″

九

″
一
七

が

九

″
一
八

″

九

が
一
九

″

九

″
二
〇

″

九

″
二
一

″

一

、

七

七

〇

、

五
〇

〇

、

九
三

〇

、

六
三

一
、

三

九

〇

、

三

一

一
、

〇

四

〇

六

六

七

一

、

二
（

二

九

〇

日
付
　

扱
き
落
し
籾
量

九
月
二
二
日
　

二
、
三
〇

蕎
九

″
二
三

″
　
四
、
一
五
五

乖

九

″
二
四

″

四

、
四

○

九

″
二
五

が
　
二
、
九
三

蕎

九

″
二
六

″
　
四

、
〇

六

⑩

九

″
二

七

″

三
、

九
三

⑥
九

″
二

八

″

四
、
○
九

⑥
九

″
二
九

″

三
、
八
四

巻
一
〇

″
一

″

三
、
九
七

一
〇

″
二

″
　

二

八
〇

総
合
　

六
一
石
五
合

注
㈱
印

合
力

の
来
た
日

こ
れ
で
見
る
と
七
月
二
八
日
に
始
ま
り

Ｉ
〇
月
二
日
ま
で
の
開
に
三
六
日
を
使

っ
て
籾
を
扱
き
落
と
し
て
い
る
が
、
扱
き
仕
舞
い
の
Ｉ
〇
月
二
日
は
太
陽
暦
の
一

一
月
中
旬
で
あ
る
。
例
年
こ
の
ご
ろ
ま
で
か
か
っ
て
い
る
よ
う
で
、
時
に
は
コ

ー

月
雪
が
降
る
ま
で
か
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

図3-34　 扱き箸による脱穀（農業全 書）

脱
穀

の
道
具
は
全
国
的
に
み

れ
ば
元

禄
・
享
保

の
こ
ろ
か
ら

千

歯
扱
き
が
普
及

し
始

め
た
と

い
わ
れ
る
（
古
島
敏
雄
『
日
本
農

業
技
術
史
』
）
が
、

こ
の
例

は
ま

だ
扱

き
箸

の
段
階
に

あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
扱
き
箸
に
よ
る
脱

穀
で
は
女
一
人
の
能
率
は
一
日

三
斗
七
升
～
四
斗
九
升
で
あ
る

と
い
わ
れ
、
が
り
に
女
一
人
の

能
率
を
四
斗
と
す
れ
ば
六
〇
石

の
籾
は
延
ベ

ー
五
〇
人
の
労
力

を
必
要
と
し
た
こ
と
に
な
り
、

江
戸
時
代
初
期
に
武
士
の
後
家
た
ち
が
稲
扱
き
を
稼
ぎ
の
場

と
し
た
と
い
わ
れ
る

が
、
な
る
ほ
ど
と
う
な
ず
け
る
ほ
ど
の
多
数

の
労
働
力

を
必
要
と

す
る
仕

事
で
あ

っ
た
。
こ
の
例
で
は
武
士
の
後
家

で
は
な
く
、
地
下
百
姓
や
門
屋
と
思

わ
れ
る
家

の
女

の
人

た
ち
が
、

九
月
二
三
日

か
ら

Ｉ
〇
月
一
日
に

か
け
て
延

ベ

コ
二
人
が
稲

扱

き
の
合
力
（
手
伝
い
）
に
来

て
い
る
。

こ

の

時
期
は
男

た
ち
に
と

っ
て
は
麦
播

き
や
、
他

の
秋
作
物

の
収
穫
、
干
し
草
刈
り
な

ど
と
忙
し
く
て
稲
扱
き
は
主
と
し

て
女

の
人
に
よ

っ
て
行

な
わ
れ
て

い
る
が
、
大
変

な
仕
事
で

あ
っ
た
。
し

か
し
、
こ

の
稲
扱
き
も
千
歯
扱
き
が
普
及
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
か
な
り
能
率
は
向
上
し
た
。

稲
の
収
量
に

つ
い
て
前
掲
の
「
作
の
取
毛
（
納
）
覚
」

三
冊

に
わ
た
っ
て
、
貞

享
元
年
（
一
六
八
四
）
か
ら
享
保
二
年
（
一
七
一
言

ま
で
、

三
〇

余
年

の
間

水
田

ご
と
の
籾
収
量
が
記
載
し
て
あ
り
、
残
念
な
が
ら
水
田
面
積

の
記
載

は
な
い
が
そ

の
水
田

に
対
す
る
例
年
の
籾
種
播
種
量
が
残
っ
て
い
る
の
で
、

そ
の
播

種
量

を
反

当

一
斗

と
し
て
水
田
面
積

を
推
定
し
、

そ
の
面
積
に
基

づ
き
、

か
つ
籾
と
玄
米

の

2 封



第2 節 村　の　姿

表3 －33　 年次別稲の反当 収量（ 貞享 １－享保 ２）

ノ 貞享
１年 ２ ３ ４

元禄
１ ２ ３ ４ ６ ８ 10 12 13 16

宝 永
２ ３

正徳
１ ２

享保
１ ２

平均

道 尽 東

道 尽 西

鵜 木 田

浪

羽場貝戸

幕　　 田

石
2.28

1.90

1.52

2.00

1.60

2.20

2.11

1.62

1.64

1.39

1.91

1.91

2.50

1.62

1.91

1.31

1.83

1.56

2.19

1.33

2.69

1.28

L90

2.19

2.18

1.50

2.61

1.56

1.70

1.40

2.26

1.27

2.29

1.61

2.08

2.20

2.78

2.03

2.34

L92

1.39

1.66

2.75

1.63

2.77

1.74

1.97

0.50

2.61

L16

2.63

1.40

1.53

1.56

2.60

1.89

2.25

1.54

1.79

3.02

2.08

2.27

1.81

川欠
け

1.60

2.43

2.02

1.96

1.93

1.60

2.19

2.49

1.91

1.84

2.04

2.04

2.15

2.75

2.06

2.26

2.47

2.02

2.11

2.18

2.02

1.80

3.38

2.07

2.98

1.88

1.71

2.54

1.60

2.30

1.71

平　　均(聯) 1.71 1.55 1.62 1.77 1.89 1.72 2.09 2.05 1.73 1,89 2.05 2.09 1.83 2.20 1.97 2.32 2.25 2.10 1.93

反 収の増
加 1.80 2.10

備考　１　 出来 るだけ長年月作 られた水田について記録のは っきりしている年度のみ計算し た

割
合

を
五
合
衛

り
と
し
て
反
当

た
り
収
量

を

計
算
し
た
も
の
が
表
3
1
3
3
で

あ

る
。
こ
の
表

で
み

る
と
貞
享

士

旱
保
初
期

の
段
階

の
平
均
反
収

は

∵

九
三
石
で

あ
る
。
水
田

の
枚
数

が
少

な
く
上
中
下
田

の
品
等
別

の
比
較

を
す
る
こ
と

は
無
理

で

あ
る
が
、
収
量

の
多

い
水
田

は
反
収
二
石
五
斗
余
、
少

な
い
水
田

は
一
石
五
斗

余

で
あ
る
。
ま
た
、
年
度
別
に
み

て
ゆ
く
と
、
前
半

の
平
均
反
収
一
石

八
斗
、
後

年

の
そ
れ
は
二
石
一
斗
と

な
り
、
技
術

の
進
歩
に

よ
る
反
収

の
増
加

が
読
み
と

れ

る
。

㈲
　

畑
作
の

収
穫

田
畑
村

の
地

主
手
作

り
経
営
（
石
高
二
五
二

二
〇
石
）

の
畑
作
物

の
収
穫
量

を
二

年
間
分
掲

げ
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

△
元
禄

九
年

（

二
（

九
九
）

小
麦
　
　
　

一
石

大
麦
　
　
　

一
八
俵
三
斗

麻
　
　
　
　

四
／

一
一
〇
匁
（
米

二
俵
半
）

里
麻
　
　
　

一
〇
把

粟
　
　
　
　

八
石

六
斗

三
升

稗

（
悪

し
）
三
俵

畔
稗
　
　
　

一
石
四
斗

飼
豆
　
　
　

三

二
駄

大

且
　
　
　

二
石
八
斗

蕎
麦
　
　
　

三
俵
三
斗

大
根
　
　
　

五
六
駄

大
根
葉

△
正
徳

二
年
（
一
七
一
七
）

青 稗 粟 餅 大 小
豆　　　 粟 麦 麦

畔
豆

黒
豆

白
豆

絵
画
豆

蕎
麦

大
根

大
根
葉

蕪

一
石

四

斗

八
升

五

石

一
斗

五

升

一
石

一
斗

七
升

五

石

三

斗

二

升

一
三

俵

三

斗

一
升

八

升

三

合

四

斗

六

升

一
〇

俵

五

升

五

俵

三

斗

五

升

一
斗

七

升

八

俵

四

五

だ

ん

一

七

二

連

九

駄

（
門

屋

文

書
）

畑
作
物
の
収
穫
は
前
年
秋
に
播
種
し
た
麦
が
夏
毛
と
し
て
収
穫
さ
れ
る
。
麻
は

245



第３章 村 の近 世

九
月
中
旬

こ
ろ
刈

り
取

ら
れ
、

一
〇
月
に

入
る
と
秋
毛
と
し

て
稗

・
粟

・
蕎
麦
等

が
収
穫
期
に

入
る
。
こ
れ
ら
は
稲

の
刈
り
取

り
の
合

い
間

を
ぬ
っ
て
行

な
わ
れ
る

が
、

ま
た
、
大
豆

そ
の
他

の
豆
類
も
収
穫

を
せ

ね
ば
な
ら

ず
、
種
類

の
多

い
作
物

を
適
期

を
の
が
さ
ず
に
収
穫

す
る
こ
と

は
容
易
で

は
な

い
。
大
根
、
蕪
等

の
収
穫

は
一
一
月
下
旬
に
も

な
る
。
そ

れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
助
郷
村
と
し

て
木
曽
街
道
に

し

ば
し

ば
人
足
に
狩
り
出

さ
れ
る
。
一
回

の
助
郷
で
往
復

の
時
間

を
加
え
る
と
四

～
五
日
も

か
か
る
。
そ

の
た
め
に
収
穫

の
適
期

を
の
が
し
猪
や
鹿
や
鳥

の
た
め
に

せ

っ
か
く
の
作
物
が
駄
目
に
な

っ
て
し
ま
う
と

い
う
農
民

の
訴
え
が
よ

く
出
て

い

表
３
－
3
4
　畑
作
に
お
け
る
輪
作
の
状
況
（
元
禄
一
〇
～
安
永
三
年
の
Ｉ
〇
年
間
）

さ

て
、

こ

れ
ら

の
作

物

の
反

当

収

量

は

ど
う

で

あ

っ

た

か
。

適

当

な

資

料

が

得

ら

れ

な

い

が
麦

に

つ

い

て

は
前

年

度

の
播

種

量

と

そ

れ

の
収

穫

量

が

記

入

さ

れ

た

資

料

が

あ

宍

そ

れ
に

よ

っ

て
収

穫

量

の
播

種

量

に

対

す

る
倍

率

を

見

る
と

、

小

麦

で
五

・
五

～

一

一
倍

、

大

麦

で
四

・
四

～

五

・

八
倍

と

非

常

に

少

な

く

、

当

地

方

の
平

均

反

当

播

種

量

を
用

い

て
反

当

収

量

を
計

算

す

る
と

、

小

麦

で

七
斗

～

一

石

三

斗

、

大

麦

で

一

石

一

斗

～

一

石

五

斗

く

ら

い
に

な

っ
て

い

る
。

８
　

畑
作

物

の

輪
作

体

系

（
作
の
取
毛
覚
よ
り
作
成
）
　（
門
屋
文
書
）

原

畑

里

心
邑
心畑

ソ

言
田　　　　　 平

友　 々

保　　　　　 畑

南　 田　 四　 市　　 踊　　 ぢ　 北

畑
ノ　 源　 平　 免　　 、
尻　 太　 畑　　　　 レ

南北　　　 西東　西京　 畑　 端

{t　・　窓
大　 大　 粟 粟 ？　 粟　 粟 大粟
豆　 豆　　　　　　　　　　　 豆

大　　　　 大　大小　大小　 大　 大

一
刀］
禄

丑一
○
年

訃 ぶ 翌

麦　　　　 麦　麦麦　麦麦　 麦　 麦

粟 大 飼 飼　　大　　 大　一飼粟 豆豆 豆粟 豆粟　 豆 粟豆

大　 大　 大　小大　小大　 大　 大

一
几禄

寅一

一
年

計 ぉ 鰭

麦　 麦　 麦　麦麦　麦麦　 麦　 麦

飼
大 飼　　　　　　　　 飼漬

豆豆 豆　 粟　 粟　 粟　 粟 豆菜

大　 小　 大　大小　大小　 大

－
刄
禄

卯一
一
一
年

言 々 特

麦　麦　麦　麦麦　麦麦　麦

［ ズ　yUﾓ 訴 白縮 ダ 訃

大　大　大　小　小大　大　小

－几
禄

辰 一

一一
一年

言 々 ｒ

麦　 麦　 麦　 麦　 麦麦　 麦　 麦

飼 大 飼　　　 飼　 飼
豆 豆 豆　 粟 粟豆 粟豆　 粟　 粟

大　 小　 大　大小　大小　 大　 太

一
刀禄

已一
四
年

ぶｼ訃 翌

麦　 麦　 麦　麦麦　麦 麦　 麦　 麦

粟　 粟　 ？　翌粟　翌 粟　 ？　粟翌

大　 大　 犬　　 大　小大　 小　 大

一耳
午芒

jﾈ

≒ ぉ噌 ７

麦　 麦　 麦　　 麦　麦 麦　 麦　 麦

大飼 大飼　　　　 飼　　 飼
豆豆 豆豆 粟 粟豆 粟 豆　 粟　 粟

大　 小　 大　 小　　大　　 大　 大

一
ﾌLj
禄

未一

六
年

呂手心　ｙ

麦　 麦　 麦　 麦　　 麦　　 麦　 麦

粟　 ？　　？　 粟　 翌粟　 翌　 六

大　　　　　　　大　 小小　 大

宝嶮

年

ぉ 訃　ｒ

麦　　　　　　麦　麦麦　麦

言 霊 ダ　 ァ　粘 ］万 々

大　　　　大　大　　小　　大

宝

酉丞

一年

稗 訃 窓

麦　　　　 麦　 麦　　 麦　　 麦

粟; ） 大 飼　
大　　 大　 大飼　大

豆豆　豆　粟豆粟 豆豆　豆

小　 小　　　　 犬　　 大　 大
麦　 麦　　　　 麦　　 麦　 麦

宝
壮

一年

記
録

の
比
較
的
よ

く
残

っ
て

い
る
畑

の
み
記
載

し
た
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姿

江
戸
時
代
の
畑
作
の
輪
作
状
況
は
ど
う
な

っ
て

い
る

だ
ろ
う

か
。
「
作
の
取
り

毛
覚
え
」
（
前
　
掲
）
に
よ
り
元

禄
～
宝
永
年
同
一
〇
か
年
間
の
畑
の
作
付
け
作
物

の
状
況
を
表
示

し
た
も
の
が
表
３
－
3
4
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
江
戸
時
代
中
期

の
輪
作
の
状
況
や
考
え
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
を
見
る
と
里
畑
は
ほ
と
ん
ど
二
毛
作
を
行
な
い
、
原

畑
は
一

毛

作

で

あ

る
。
里
畑
は
大

麦
・
小
麦
・
大

豆
・
粟

・
飼
豆

を
主
体
と
し
て
輪
作
体

系
を
組
ん

で

い
る
。
大
小
麦
、
粟
等
い
ね
科
作
物
が
多
い
の
で
地
力
維
持
が
困

難

で

あ

る

が
、
大

豆
の
外
に
馬

の
飼
料
と
思

わ
れ
る
飼
豆
を
多
く
し
て
豆
科
作
物
を
間

に
配

し
て
お
り
地
力
維
持
に
心
を
配

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
大
麦

と
小

麦
を
交
互
に
作
付

け
る
な
ど
の
配

慮
も
見

え
る
。

原
畑

は
大

根
、
菜
な
ど
の
野
菜

の
ほ
か
稗
・
そ
ば
、
飼
豆

な
ど
が
主
体

で
、

こ

こ
で
も
不

充
分
な
が
ら
地
力

維
持
の
考
え
方

は
読
み

と
る
こ
と
が
で
き
る
。

叫
　

近
世
の

商
工

業
と
金
融

１
　

商
工
業
活
動

江
戸
時
代

は
米

を
経
済
活
動

の
中

心
と
し
た
時
代

で
あ
り
、

農
民

は
塩
な
ど
の

特
殊

な
も
の
を
除

き
自
給
自
足

を
立
前
と
し

て
い
た
。
し

か
し
、
年
貢
米

を
主
と

し
た
米
の
商
品
化

は
、

領
主
の
年
貢
米

の
所
払

い
な
ど
の
方
法

を
通
じ
て
、
当

地

で
も
活
発

に
行

な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

さ
ら
に
、
貢

租
の
代

金
納
化
に

よ
っ
て

農
産
物
の
商
品
化

は
一
層

進
み

、
一
般
農
民

も
し
だ
い
に
流
通
経
済

の
中
に
引

き

込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
勢
の
も
と
で
、
当

地
に

お
い
て
も
有

力

農
民
の
中

に
は
積
極
的
に
商
工
業
活
動

を
行

な
っ
て
い
た
。

の

(1)

第2 節　村

上
層
有
力
農
民
に
よ
る
商
工

業
活
動

ア
　

穀
類
を
中
心
と
し
た
商
業
活
動

延
宝
年
代

（
一
六
七
三
～
八
一
）
は
箕
輪
領

は
幕
府
領

で
あ
り
、
飯
島
代
官
所

の

支
配
下

に
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
代
年
貢
米

の
半

分
は
百

姓
払
い
に

し
、
残

り
半

分

は
商
人
落
札

に
よ
る
所
払
い
（
産
地
で
売
却
す
る
）
の
方
法

を
取

っ
て
い
る
。
そ
の

所
払

い
の
方
法
は
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
～
八
年
の
次
の
二
つ
の
資
料
に
よ
っ
て

大
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

伊

那
郡
末
ノ
御
納
米
所
払
イ
入
札

ノ
事
、

一
采
、
四
千

七
百

拾
七
石
壱
斗

七
升
　
　
　
　
　

箕
輪
領

此
ノ
金
三
千
百

八
拾

七
両
壱
分
永
弐
拾

七
文

但

シ
金
壱
両

二
付

キ
壱
石
四
斗

八
升

一
米
、
三
千
弐
百
六
拾
弐
石
五
斗
六
升
弐
合
　
　

赤
須
廻

シ

此

ノ
金
弐
千
弐
百
三
拾
四
両
弐
分
永
百
三
拾
弐
文

但

シ
金
壱
両

二
付

キ
壱
石
四
斗

六
升

一
米
三
千
四
拾

七
石
壱
斗

六
合
　
　
　
　
　
　
　

飯
田
廻

シ

此

ノ
金
弐
千
五
百
拾
五
両
三
分
永
弐
百
三
拾
弐
文

但

シ
金
壱
両

二
付

キ
壱
石
四
斗
四
升

図3-35　 伊那 納米（年貢米）所払い入札之事
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村 の近 世第 ３章

一
米
千

弐
百
四

拾
七
石
弐
斗

七
升

九
合
　
　
　
　

下

条
領

此
ノ
金
八
百

九
拾
両
弐
分
永
百

六
拾
四
文

但

シ
金
壱
両

二
付

キ
壱
石
四
斗

右

ノ
通
り
拙
者
落
札

二
御
座

候
エ
バ
仰

セ
付

ケ
ラ

ル
可

ク
候

。
前
方
仰

セ
聞

カ
サ

レ
候
御

定

メ
書
判
形
仕

り
上
ゲ
申

ス
通

り
少

シ
モ
違
背
仕

ル
間
敷

ク
候
。
落
札
以
後
質
金
千
五
百

両
急
度
差

シ
上
ゲ
申

ス
可

ク
若

シ
相
滞

り
不
埓

二
御
座
候
ワ
バ
御
公
儀
へ
仰

セ
上
ゲ
ラ

レ

如
何
様

ニ
モ
曲
事

二
仰

セ
付

ケ
ラ

ル
可

ク
候
。
落
札
申

シ
候
時
逃
ゲ
申

シ
候
ワ
バ
入
札

二

指

シ
添

工
上
ゲ
置

キ
申

シ
候
敷
金
百
両
召

シ
上
ゲ
ラ

ル
可

ク
候
。
其
ノ
時
異
儀
申

ス
間
敷

ク
候
以
上
。

延
宝
八
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
州
箕
輪
領
松
島
　
札

主
　
　

弥
吉

申
二
月
十
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

請
人
　
勘

太
夫

設
楽
太
郎
兵
衛
様

常

理
軒

文
書
）

こ

れ

は

、

延

宝

七

未

年
（
一
六
七
九
）
の

年
貢

米

の

う

ち

の

箕

輪

領

、

赤

須

回

し

、

飯
ｍ

回

し

、
下

条

領

分
合

わ

せ

て

一
万

二

二

七

三
石

余

の

来

を

敷

金

一
〇

〇

両

を

差

し

出

し

て

入
札

を

し

て

い
る

こ

と

を
示

し

て

い

る

。
札

主

は
松

島

村

の

弥

吉

で

請

人

が
田

畑

村

の
勘

大

夫

に

な

っ

て

い

る

。

入
札

で

あ

る

か

ら
外

に

も
多

く

の

札

主

が

あ

っ
た

と
思

わ

れ

、

こ

れ

は

そ

の

ま

ま
落

札

し

た

か

ど

う

か

は
不

明

で

あ

る

が

、

そ

の
未

年

の
年

貢

米

に

つ

い

て
南

殿

村

の
清

水

金

左
衛

門

が
同

様

な

入

札

を

し

て

い
る

。

請
ケ
取

り
申
ス
御
米

ノ
事

一
米
弐
千
七
拾
四
石

九
斗

九
升

弐
合
　
　
　
　
　

箕
輪
領

一
米
千

六
百

三
拾
壱
石
弐
斗

八
升
壱
合
　
　
　
　

赤
須

廻
シ

ー
米
千
百

弐
拾
三
石
五
斗

八
合
　
　
　
　
　
　
　

飯
田
廻

シ

ー
米
六
百
弐
拾

三
石

六
斗

三
升

九
合
　
　
　
　
　

下
条
領

右
（

信

州
伊

那
郡
設
楽
太
郎
兵
衛
様
御
代
官
所
去

ル
未

ノ
御
年
貢
米
ノ
内
、
拙
者
共
御
請

負
イ
仕

リ
、
当
地
払

イ
立
テ
申

シ
候

処
度

々
遅

々
無

ク
御
米
御
渡

シ
成
サ

レ
、
右
御
米
都

合

残
ラ
ズ
飽
カ
ニ
請
ケ
取

り
申

シ
候

。
代
金
ノ
儀
（

御
米
請
ケ
取
り
申

シ
候
節
都
度
差

シ

上

ゲ
残

ラ
ズ
相
済
ミ
申

シ
候

。
若

シ
相
違
ノ
儀
御
座
候
ワ
バ
重
ネ
テ
勘
定

シ
直

シ
仕
ル
可

ク
候
。
コ
レ
ニ
依

り
連
判

一
札
但
ツ
テ
件
ノ
如

シ

延

宝
八
申

ノ
十
二
月
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　

江
戸
柳
町
　
　
　
　

野
口
半
左
衛
門
⑩

信
州
箕
輪
領
殿
村
　

清
水
金
左
衛
門
⑩

設
楽
太
郎
兵
衛
様
御
代
官
所

柴
田
宇
右
衛
門
殿

西

沢

武

兵

衛
殿

筒
井
半
右
衛
門
殿

植
村
与
左
衛
門
殿

新

井

八

兵

衛
殿

（
南
殿
酒

屋
文
書
）

こ

れ

に

よ

る

と

、
未

年

の
年

貢

米

の
所

払

い
に

は
、

先

に

記

し

た

弥
吉

・
勘

大

夫

組

の
外

、

清

水

金

左
衛

門

・
野

口

半

左
衛

門

組

も

入
札

に

参

加

し

て

お

り
、

清

水

金

左
衛

門

組

が

五

八

五

三
石

四

斗

弐

升

を
落

札

し

て

い

る

こ
と

が
明

ら

か
で

あ

る

。

こ

の
落

札

し

た
米

を

ど

の

よ

う
に

処

理

し

た

か
明

ら

か
で

は
な

い
が

、

金

左

衛

門

と
組

ん

で

い

る

の

は
江

戸

の
商

人
野

口

半

左
衛

門

で

あ

っ

て
、

江

戸

へ

の
回

米

売
却

が
相

当

量

行

な

わ

れ

た

も

の

と

推
察

で

き

る

。

こ

の

延

宝

七

～

八
年

は
米

価

の
急

騰

し

た
時

期

で

あ

っ

て
、

米

穀

商

人

た
ち

は

こ

の

よ

う

な
形

で
巨

額

の
利

益

を
得

た

も

の
と

考

え

ら

れ

る

。

元

禄

コ

ー年

（
一
六
九
九
）
の
南

殿

村

明

細

帳

に

次

の
よ

う

な

記

載

か

お

る

。

百

姓
御
年
貢
米

ノ
儀

、
先

ノ
御
料
所
天
羽

七
右
衛
門
様
、
設
楽
源
右
衛
門
様
、
設
楽
太

郎
兵
衛
様
御
代
官
所

ノ
節
（

持
高
半
分
ヲ
御
拝
借
申

シ
候

。
来

ル
九
月
切
リ

ニ
御
借

シ
下

サ
レ
侠
。
但

シ
商
人
落
札

二
金
壱
両

二
付

キ
壱
升
高
ノ
御
勘
定

ニ
テ
金
子
上
納
仕
り
候
。

残

ル
半
分
（

商

人
入
札
仰

セ
付

ケ
ラ

レ
候
。

（
大
宗
館
文
書
）

同

様

の
内

容

が

元

禄

コ

ー年

の
大

泉

村

明

細

帳

に

も

あ

り

、

年

貢

の
半

分

は

商

2 窃



村　 の　姿節第 ２

人

入

札

に

よ

る
所

払

い
、

残

り
半

分

は
百

姓

拝

借

に

よ

る
代

金

納

と

い
う
形

を

と

っ

て

い

る

。
百

姓

拝

借

に

つ

い
て

そ

の
具

体

的

な

姿

は
次

の
資

料

に

よ

っ
て

知

る

こ
と

が
で

き

る

。

拝
借
仕

り
候
御
米
ノ
事

一
米
百

六
拾

六
石
壱
斗
三
升
六
合
　
　

信
州
伊
那
郡
箕
輪
領
北
殿
村

此
ノ
金
百
九
拾
五
両
永
五
拾
文
　
　

但

シ
金
壱
両

二
付
キ
ハ

斗
弐
升
壱
合
替

エ

右
（

当
村
去

ル
申

ノ
御
物
成
三
分
ノ
ニ
商
人
落
札
金
壱
両

二
付
キ

ー
升
高
ノ
値
段

ニ
テ
当

九
月
迄
御
延

売
二
仰

セ
付

ケ
ラ

レ
下
サ

ル
可

ク
候

。
左

モ
御
座
無

ク
侠
テ
（

去

ル
年
度
中

ノ
永
雨

ニ
テ
大
分
作
毛
違

イ
申

シ
候
故
、
百
姓
一
円
夫
食
持
チ
申
サ
ズ
飢

二
及

ビ
申

シ
侠

故
、
去

ル
冬
御
訴
訟
申

シ
上
ゲ
候

二
付

キ
、
拙
者
共
願
イ
ノ
通
り
商
人
落
札

二
壱
升
高
金

壱
両

二
付

キ
ハ
斗
弐
升
壱
合

ノ
御
値
段

ニ
テ
去

ル
申
ノ
御
物
成
三
分
ノ
ニ
当
九
月
迄
御
延

売
り
仰

セ
付

ケ
成

サ
レ
、
殊

二
百
姓
御
救
イ
ノ
為
御
米
ノ
内
半
分
旧
冬
御
渡

シ
下
サ

レ
、

相

残
ル
分
（

此
ノ
度
御
渡

シ
ニ
ナ
サ

レ
、
右
御
米

高
残
ラ

ズ
御
蔵

ヨ
リ
御
渡

シ
拙
者
共
銘

々
二
割
り
付

ケ
御
米
鎧

カ
ニ
請
ケ
取

り
重
々
有
難

ク
存

ジ
奉

り
候

。
然

ル
上
（

、
当
九
月

中
右

ノ
代
金

ニ
テ
急
度
上
納
仕

ル
可

ク
候

。
縦

工
此
ノ
連
判
ノ
内
死
失
ノ
者
御
座
候
共
残

ル
者
共

相
弁

ジ
御
金
少

シ
モ
滞

り
無

ク
差

シ
上
ゲ
申

ス
可

ク
候

。
若

シ
九
月
中
延
引
致

シ

御

金
滞

り
申

シ
候
ワ

バ
如
何
様

ノ
曲
事

ニ
モ
仰

セ
付

ケ
ラ

ル
可

ク
、
後
日
ノ
為
一
札
差

シ

上
ゲ
候
所
依
ッ
テ
件
ノ
如

シ

延
宝

九
年
酉
ノ
三
月
　
　
　
　
　
　
　

北
殿
村
　

名
主
　

弥
次
兵
衛
特

組
頭
　

半

九

郎

⑩

金
右
衛
門

⑩

設
楽
太
郎
兵
衛
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
外

一
五
名
署
名
捺
印
略
）

（
千
桐
屋
文
書
）

こ

の
年

は
長

雨

に

よ

る
不

作

の

た

め
百

姓

夫

食

不

足

と

い

う

こ

と
で

、

年

貢

の

半

分

よ

り
多

い

三
分

の

二

の
拝

借

延

売

を
認

め

て
も

ら

っ

て

い

る

。

こ

の
年

は

既
に

米

価

が
し

だ

い
に

下

値

に

向

か

っ

た
時

期

で

あ

っ

て
、

こ

の
地

の
米

穀

商

人

の

入
札

の
資

料

は
姿

を
消

し

て
し

ま

う

が
、

百

姓

払

い

の
形

は

そ

の

後
も
続

い
た
よ
う
で
、
凶
作
で
な

い
普
通
の
年
は
百

姓
払

い
の
年
は
代
金
納
入
の

た
め
大
部
分
が
売
買
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
か
ら
元

禄
一
一
年

二

六
九
八
）
ま
で
は
、
ま
た
私
領
と

な

る
が
、
こ

の
時
代

の
米
は

ど
の
よ
う
に
さ
ば

か
れ
た

か
、
皆
済
目
録
に
よ

っ
て

米

の
行
方
を
見

る
こ
と
に
す

る
。

覚

一
米
百
六
拾
石
五
斗
四
升
七
合
　
外
銭
　
三
百
六
拾
三
文

米
九
石
六
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

斉
藤
孫
三
郎
渡
シ

米
六
石
四
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
下
　
八
郎
兵
衛
渡
シ

米
五
石
六
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
曽
　
平
七
渡
シ

図3-36　 元禄初期神子柴村皆済目録「 覚」の前半（大和手文書）
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第３章 村 の 近 世

米
拾
弐
石

米
九
斗
六
升
三
合

米
四
斗
三
升
九
合
九
勺

米
壱
石
七
斗
九
升

八
合
五
勺

米
五
升
弐
合
五
勺

米
壱
斗
五
升

米
九
拾
壱
石
八
斗

米
九
石
弐
斗
四
升

米
四
石
四
斗

南
殿
　

金
左
衛
門
渡

シ

村
庄
屋
給

綿
代
米
　

此
ノ
綿
九
十
匁
九
分

麻
代
米
　

此
ノ
麻
ハ

メ
百

七
十
五
匁

村

廻

シ
飯
米

人
足
不

持
米
　

人
足
六
十
人

此
ノ
金
四
拾
九
両
弐
分
　

四

六
俵

カ
エ

此
ノ
金
五
両

弐
分
　
　
　

四

二
俵

カ
エ

此

ノ
金
弐
両
弐
分
　
　
　

四
〇
俵

カ
エ

米
壱
石

六
斗

四
升

三
合
五
勺
　

此
ノ
金
壱
両

永
百
四
拾

壱
文

三
分
　

三

六
俵

カ
エ

米
合
百
六
拾
石
五
斗
四
升

七
合

右
（

亥

ノ
納
米
方
ノ
払
手
形

ヲ
以

テ
引
合
イ
勘
定
致

シ
相
違

ナ
ク
今
皆
済

ノ
者
也

（
元
禄
七
年
）

亥

九
月

廿

七
日

小

林

介

太

夫

⑩

御

子

柴

村

義

左

衛

門
（
大

和

手

文

書

）

元
禄
初
期

の
こ

の
よ
う
な
形

の
皆
済
目
録
は
北
殿
村
に
も
残

さ
れ
て
お
り
、
こ

の
よ
う
な
年
貢
米

の
行
方

を
示
す
形

が
一
般
的
な

よ
う
で

あ
る
。
こ

の
神
子
柴
村

の
皆
済
目
録
に
よ
る
と
、
総
年
貢
高

コ
（

○
石
五
斗
四
升
七
合

の
う
ち

Ｉ
〇
六
石

三
斗
六
升
が
百

姓
払

い
の
形

で
、
そ
の
代
金
を
上
納
す
る
よ
う
に
な

っ
て
お
り
、

農
民
は
こ
の
百

姓
払

い
の
米
の
大
部
分
を
上
納
金
を
作
る
た

め
販
売
し

た
と
考
え

ら
れ
る
が
、
同

時
に
畑
作
の
雑
穀
も
か
な
り
販

売
し
た
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
販
売

は
、
当
地
に
適
当
な
市

場
が
な
く
、
当
時
、
高
遠
、
諏
訪
・
松
本
は
穀
類
の
津
留

め
が
行
な

わ
れ
て

い
た
と
き
が
多

い
の
で
、
飯
田

城
下

ま
で
付
け
送
り
を
し
て
販

売
し
た
よ
う
で
あ
る
。

百

姓
払
い
以
外

の
年
貢
米

は
、

大
部
分

を
そ
の
村
や
近

郷
の
有
力

農
民

（
米
穀

商
を
営
む
場
合
が
多
い
）
や
酒

屋
等
に
五
石

、
一
〇
石

と
ま
と
め
て
渡
し
て
い
る
。

北
殿
村
の
例
で
は
一
人
に
四
〇
石
余
も
渡
し
て
い
る
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
代
官
役

所
に
よ
る
販
売
で
あ
っ
て
、
一
部
木
曽
へ
の
販
売
も
行
な
っ
て
い
る
。
当
地
で
は

南
殿
村
の
金
左
衛
門
、
北
殿
村
の
新
兵
衛
・
庄
兵
衛
ら
が
こ
の
米
を
買
い
入
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
ら
の
人
は
当
地
に
お
け
る
米
穀
商
人
と
し
て
活
動
し
て
い
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

元
禄
コ

ー年
か
ら
箕
輪
領
は
幕
府
領
と
太
田
領
に
分
割
さ
れ
る
が
、
幕
府
領
は

ほ
と
ん
ど
全
額
代
金
納
と
な
と
貝
納
金
は
農
民
自
身
の
手
に
よ
っ
て
全
部
調
達
さ

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
る
が
こ
の
状
態
は
幕
末
ま

で
続
い
て
い
る
。

江
戸
時
代
後
期
に
な
る
と
村
内
お
よ
び
近
郷
に
お
い
て
穀
類
の
売
買
が
か
な
り

広
く
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
Ｉ
～
二
の
資
料
を
掲
げ
る
と
次
の

よ
う
で
あ
る
。

覚
エ

値

段
壱
石

四
斗
（
注

金
壱
両
当
リ
）

一
米
三
拾

六
俵
　
　

但

シ
四
斗
入

リ

図3-37　 米（52 俵）売買 取引の「 覚」（鎌屋文書）
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姿の第 ２節　村

右
分
引

キ
合
イ
申
シ
内

金
隨
カ
ニ
受
ケ
取

り
申

シ
候
処
実
正

也
。
荷

物
ノ
儀
（

来

ル
申

二
月
中
御

渡
シ
申
ス
可

ク
侯
。
代

金
ノ
儀
（

平

銀
申
ノ
十

月
中
残

金
勘

定
下

サ
ル
ペ
ク

候
。
念
ノ
為

依
ツ
テ
件

ノ
如

シ
。

文

政
六
未

年
十
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
保
村
売
主
　
与

市

田
畑
村

紋

蔵
殿

（
鎌

屋
文
書
）

覚

エ

一
稗
七
拾
俵
　
　

但

シ
目

方
七
／
目

ヨ
リ
五
月
引

キ
合

イ

代
金
五
両

也
　
両
二
拾
四
俵
替

エ

右
ノ
通

り
売
渡

シ
代

鎧
カ
ニ
受

ケ
取

り
申

シ
侠
。
右

稗
ノ
儀
（

私
方

二
預

カ
リ
置

キ
申

シ
候

。
来

ル
申
ノ
四
月
中
旬
迄
御
入
用
次
第
相
違
無

ク
急
度
御
渡

シ
申

ス
可

ク
、
後
日

ノ
為
書
差

シ
出

シ
申

シ
候
以
上

。

弘
化
四
未
年
十
一
月

七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
保
村
　

八
右
衛
門

田
畑
村

庄
左
衛
門
殿

（
門
屋
文
書
）

こ
の
よ
う
な
売
買
の
資
料
に
は
籾
、
大
豆
、
油
荏
な

ど
の
売
買
例
も
あ
り
、
有

力
農
民
に
よ
る
商
業
活
動
が
相
当
活
発
で
あ

っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

。

な
お
、
特
筆
す

べ
き
こ
と

は
文
政
年
間
（
一
八
一
八
土

二
○
）
本
村
内
は
幕
府
領

ま

た
は
松
本
藩
預
所
と
し
て
統
治
さ

れ
て

い
た
が
、
そ

の
有
力
農
民
が
米
穀
商
と

し
て
、
高
遠
藩
お
蔵
米
の
流
通
御
用

の
一
部
を
勤
め
て

い
た
こ
と
で
あ
る

。
そ

の

資
料

を
次
に
掲
げ

よ
う
。

覚
え

一
米
三
拾
六
石
　
　
　
　
　
上
伊
那
米

此
の
代
金
弐
拾
八
両
壱
分
銀
五
匁
七
分
八
厘
七
毛

両
に
米
壱
石
弐
斗
七
升

( 南殿酒屋文 書)(こ の辰年は文政 ３年である)金の領収書であ る「 覚」図3-38　 高遠藩 役人から来たお

一
米
三
拾
石
　
　
　
　
　

内

郷
米

此
の
代

金
弐
拾
五
両

弐
分

銀
四

匁
八
厘
三
毛

両

に
米
壱
石
弐
斗
九
升

二
口
／
金
五
拾
三
両

三
分
二
朱
銀
三
匁
壱
分

七

厘

但
し
両
替
一
貫
百

四
文

内

金
拾
弐
両
　
　
　
　

辰

十
一
月
中
受

け
取

り

金
弐
拾
壱
両

弐
分
銭
五
百

弐
拾
四
文

同

十
二
月
中
受

け
取

り

金
弐
拾
両
壱
分
銭
六
百
拾
三
文
　
右
同

断

右

の
通
り
辰

米
代

請
け
取

り
皆
済
申
す
所

但
っ

て
件
の
如

し

辰

十
二
月
　
　
　
　
　

馬
場
新

五
兵
衛
⑩

仁
科
右

衛
門
八
⑩

池

上

利

八
⑩

松

井

周

蔵
⑩

清
水
金
左
衛

門
殿

（
南
殿
酒

屋
文
書
）

こ

れ

は

、

高

遠
藩

の

お

蔵

米

の

う

ち

上

伊

那

米

（
上
伊

那
北
部

の
高
遠
領
）

と

内

郷

米

合

わ

せ

て

六

六
石

を

清

水

金

左
衛

門

が

買

い
取

っ
た

こ

と

を
示

す

も

の

で

、

そ

の

米
代

の

領

収

書

で

あ

る

。

買

い
と

ら

れ

た

米

が

ど

こ

に

売

り

さ

ば

か

れ

た

か

は

こ

の

資

料

で

は
不

明

で

あ

る

が

、
販

路

の

一

部

は

次

の

資

料

で

知

る

こ

と

が

で

き

る

。
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第３章 判4の 近 世

十
一
月
十
一
日

一
米
百
五
拾
石

木

曽
両

宿
用

達
三
人
渡

し

此
の
俵
四
百

五
拾
四
俵
壱
斗
八
升

此
の
村

割

百
　

俵
　
　
　
　
　

笠
原

村

五
拾
俵
　
　
　
　
　

野
底

村

五
拾
俵
　
　
　
　
　

朧
　

村

五
拾
俵
　
　
　
　
　

古
町
村

五
拾
俵
壱
斗

八
升
　

御

園
村

五
拾
俵
　
　
　
　
　

荒
井
村

五
拾
俵
　
　
　
　
　

小
沢
村

五
拾
俵
　
　
　
　
　

山
寺
村

十

一

月

十

一

日（

注
　

福

島
宿
）

一

米

百

石
　
　
　

原

平

助

殿

此

の

俵

三

百

三

俵

壱

升

此

の

村

割

六
拾
俵

五
拾
俵

百
弐
拾
俵

七
拾

三
俵
壱
斗

三
拾

三
俵

弐
拾
俵

桜

井

村

貝

沼

村

北
福
地
村

南
福
地
村

南
福
地
村

北
福
地
村

（
南

殿

酒

屋

文

書

）

こ

れ
は
、
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
の
「
御
蔵
米
送
り
帳
」
と
書

か
れ
た
帳
面

の

内
容

の
一
部
で
文
政
四
年
ご

ろ
の
も

の
と
思

わ
れ
、
こ

の
一

一
月

一
一
日
に

は
二

口
で
二
五
○
石

の
米
を
扱

っ
て

お
宍
　
一
五
〇
石
は
木
曽
両
宿
用
達
三
人
渡
し
と

あ
り
、

一
〇
〇
石

は
原
平
助
渡
し
と

あ
る
。
原
平
助

は
別

の
資
料

か
ら
木
曽
福
島

宿

の
者
で

あ
る
こ
と
が
判
明
し

て
お
り
、
大
量
に
木
曽

へ
売
り

さ
ば

か

れ

て

い

る
。
し

か
し
別

の
箇
所
に
米
五
〇
石

が

坂
下
勝

七
渡
し

（
勝
七
は
坂
下
の
米
穀
商
兼

酒
造
業
者
で
あ
る
）
と
あ
り
、
全
部
が
木
曽

宿
に
運
ば
れ
た
も

の
で
は
な

い
。

こ

れ
ら

の
米
は
高
遠
藩

の
お
蔵
米
で
あ
る
が
、
藩

の
米
蔵
か
ら
出
し
た
も

の
で

は
な
く
、
お
そ
ら
く
藩
役
人
に
よ

っ
て
各
村

々
に
付
け
出
す
べ
き
俵
数
を
割
り
当

て
、
名
主

の
責
任
に
お

い
て
割
り
当
て
ら
れ
た
俵
数
を
米
穀
商
人

の
指
定
す
る
場

所

ま
で
運
搬
し
売
り
渡
す
（
付
け
払
う
）
よ
う
に
し

た
も

の
と
思

わ

れ

る
。
こ

の

と
き
量
目
不
足
（
こ
の
こ
ろ
木
曽
宿
付
け
出
し
の
米
は
一
俵
三
斗
三
升
で
あ
っ
た
）
や
悪

米
等
無
き
よ
う
に
し
、
も
し
そ

の
上
う
な
俵
が
あ
れ
ば
刎
俵
と
し
て
運
搬
し
て
来

た
者
を
留

め
お

い
て
高
遠
藩
役
所
へ
連
絡
す

る
よ
う
に
と

い
う

「
覚
え
書
」
（
図

一則

鯛

図3-39　 高遠藩役人から米穀商に出されたお 蔵米付け払い「覚え書」一部（南殿酒屋文書）

3
1
3
9）

が
出

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

よ

う
に

、

清

水

金

左
衛

門

は

高

遠

藩

お
蔵

米

の
御

用

掛

り

を
勤

め

て

い

る

が
、

こ

の

よ

う

な
米

穀

商

人

は

高
遠

藩

領

内

に

も
当

然

何

人

か

お

っ

た

わ

け

で

あ

る

が
、

い

ず

れ
に

し

て

も
相

当

の
資

金

を
蓄

え

た
有

力

商

人

で

な

く

て

は
不

可

能

な

こ
と

で

あ

り
、

当

時

の
有

力

農

民

の
資

金

力

と

商

業

活

動

力

が

か
な

り
大

き
な

も

の

で

あ

っ

た

こ
と

を
こ

れ
で

知

る
こ

と

が

で

き

よ
う

。

イ
　

そ

の
他

の
商

・

工

業

活

動

穀

類

以

外

の
品

物

を

扱

う

商

業

活

動

を
示

す

も

の
に

次

の

資

料

か

お

る
。

「
覚
え
」

二
月
十
四
日

一
溜
五
駄
　
　
　

馬
方
　

柏
原
　

金
七
郎

甚

兵

衛

石
高
弐
石
壱
斗
壱
升
五
合

馬
方
　

大
島
　

平

丘（

衛

善
右
衛
門

石

高
七
斗
九
升
六
合

内
五
斗
六
合

ふ
き
出
し
口
口
口

正
味
七
斗
四
升

三
月
十
三
日

一

溜

弐

駄

馬
方

市

兵

衛
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石
高
八
斗
弐
升

（
中
略
）

／

金
拾
六
両

壱
分
四

匁
三
十
文

拾
六
駄
　
但

し
樽
数

六
十
四

三
月
十
三
日

一
塩
六
駄
　
　
　

馬

方
　

柏
原

金
七
郎

甚
兵
衛

代

金
四
両

壱
分
明
柳

廿
四
本

遣
し

四
月
十
一
日

一
塩
弐
駄
　
　
　

馬
方
吉
田
村

代

金
壱
両

三
分
丁

五
十

文

五
月
十
日

一
塩
弐
駄
　
　
　

馬
方
　

大
島
平
兵
衛

代
金
壱
両

弐
分
四
百
拾

六
文

（
中

略
）

右

差
し
引

き
残
っ
て
両

替
弐
百

七
拾
弐
文

金
弐
両

三
分

九
拾
弐
文

か
し

知
久
町

五
郎
口

（
中
略
）

松
沢
勘
太
夫
殿

宝

理
軒
文

書
〕

こ
れ
は
、
享
保
（
一
七
コ
（

圭

二
六
）
の
時
代

の
記
録

で
、
田
畑
村
松
沢
勘

太
夫

と
飯
田
和
久
町
五
郎
口

と

の
間
に
行

な
わ
れ
た
商
取
引

き
を
示
し

て
お
り
、
勘
太

夫

は
杜
司
犬

雇
い
溜
（
醤
油
）
の
醸
造

を
し

て
い
た
と

考

え
ら
れ
る

別

の
資
料

が

あ

る
こ
と

か
ら
、
自
家
で
製
造
し

た
醤
油
を
販
売
し
、
そ

の
見
返
り
に
塩

を
購
入

し
て

い
る
こ
と
が
判
る
。

ま
た
、
特
殊

の
資
料
と
し
て
、
江
戸
時
代
中
後
期

の
も

の
と
考
え
ら

れ
る
御
用

達
商
人

の
資
料
が
あ
る
。

証
先
般
願
い
の
通
り

御
館
入
り
御
用
達
仰
せ
付
け
ら
れ
候
事

大
炊
御
門
殿
御
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

橋
本
摂
津
守
正
路
㈲
㈲

辰
八
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

榊
原
加
賀
守
雅
広
前
回

清
水
十
左
衛
門
へ

（
井
田
園
文
書
）

御
用
達
商
人
と
な

っ
た
の
は
南
殿
村

の
清
水
十

左
衛
門
で
、

そ
の
扱

っ
た
品
物

は

何
で
あ
る
か
不
明
で
あ
る
が
、
印
鑑
、
絵
符
ご
堤
灯
等
が
下
げ
渡
さ

れ
て

い
る
。

図3-40　 大炊御門殿御家御用達商人の証（井田園文書）

享
保
年
代
（
一
七
ヱ
（
圭

二
六
）
田
畑
村

の
勘
太
夫
・
源
五
郎

か
ら
は
、
川
除
け
普

請

や
橋
梁

の
材
木

の
調
達

を
請
け
負

い
、

ま
た
、
自
村
や
近
郷

の
川
除
け
普
請

の
工

事

を
請
け
負

っ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で

な
く
、
次

の
資
料

は
遠

く
千
曲
川

の
川
除

け
普
請

の
一
部

を
請
け
負

っ
て
い
る
こ
と

を
示
し

て
い
る
。

一
.’‐‘‐
'‐
　
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
　
　
.
.
　
　
　
　
　
　
　
　
.
i

’
　
　
　
　
　
　

‾

‾
‐
1
5

’
‾

”

’
‾
一
ｙ
　

ｊ
　

”
．
　

い
い
　
　

．

．
．
．
．

致

し

難

儀

仕

り

侠

．

夫

れ

に

就

き

当

九

月

右

場

所

へ

罷

り

成

り

常

水

の

節

疾

と

内

見

仕

り

候

処

、
恐

れ

乍

ら

私

存

じ

つ

き

候

は

応

雪

牛

枠

に

御

目

論

み

遊

ば

さ

れ

候

わ

ば

、
此

の

後

出

水

仕

り

侠

共

崩

れ

損

じ

申

す

間

敷

き

様

に

存

じ

奉

り

候

．

此

の

儀

御

窺

い

申

し

上

ぐ

可

く

存

じ

奉

り

此

の

度

罷

り

下

り

候

得

共

、

御

見

分

様

御

溜

地

御

出

立

罷

り

成

り

、

こ

れ

に

依

り

恐

れ

多

古

義

に

存

じ

奉

り

侠

得

共

御

窺

い

申

し

上

げ

候

以

上

．

享

保

十

七

年

子

十

月

十

九

日
　
　

信

州

伊

那

郡

松

平

九

郎

左

衛

門

御

代

官

所

井
沢

弥
惣
兵
衛
様

御
役
所

恐

れ
乍

ら
書
付

け
を
以
て
御
願

い
申
し
上

げ
候

一
信
州
高
井
郡
・
水
内
郡
神
坂
田
村
・
坂
井

村
・
天
神
道
村
・
小
沼
村
・
戸
隠
村
川
除

け
普
請
来

る
丑
年
仰
せ
付
け
ら
九
候
由
御

積
り
石
坪
御
用
に
立
ち
申
す
様
御
請
け
負

い
仕
り
度
く
願
い
奉
り
候
事

一
当
夏

中
右
御
場
所
御
普
請
の
節
私
儀
も
御

Ｓ
　１
　１
　４
　１
　１
　χ
　χ

請
け
名（
い
申
し
上
げ
仕

立
て
申
す
所
両

度

の
出
水
に
て
乱
杭
出
し
押
し
流
さ
れ
損
亡

田

畑
村
　

源
五
郎
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図3-41　 普請請負願の一例（玉理軒文書）

こ
の
資
料
に
よ
る
と
、
享
保
一
七
子
年
の
普
請
を
請
け
負
っ
て
仕
様
書
通
り
の

工
事
を
し
た
が
、
そ
の
後
両
度
の
出
水
で
杭
の
出
し
が
押
し
流
さ

れ
て
し
ま
っ

た
。
今
後
は
私
見
で
は
碇
聖
牛
枠
で
川
除
け
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
う

と
建
議
し
て
お
り
、
前
段
で
は
翌
一
八
年
丑
年
の
普
請
も
請
け
負
い
た
き
旨
を
願

い
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
聖
牛
枠
設
置
に
よ
る
川
除
け
工
事
に
つ
い
て
は
翌
一
八

年
一
一
月
に
も
普
請
奉
行
あ
て
再
度
の
建
議
を
し
て
い
る
。（
図
３－
4
1）

ま
た
、
神
子
柴
村
の
孫
市
も
普
通
用
材
調
達
の
請
け
負
い
を
し
て
い
る
資
料
が

あ
る
。
当
時
の
一
部
上
層
農
家
の
資
力
と
商
業
活
動
力
や
企
業
的
精
神
に
は
目
を

見

は
る
も

の
が

あ
る
。

酒

造
は
、
幕
府
に
よ

っ
て
認
可

さ

れ
た
酒
造
株
と

い
う
も

の
か
お
り
、
そ

の
株

の
保
有
者
が
酒
造
を
行

な
っ
た
が
そ

れ
も
大
部
分
が
有
力
農
民
で

あ
っ
た
。

南
箕
輪
地
域
で

は
南
殿
村

の
酒
造

の
資
料

が
古

い
方
で
、
元
禄
一
二
年

の
南
殿

村
明
細
帳
に
、

酒
屋
一
軒
御
座
候
　
十
九
年
以
前
天
和
元
年
酉
の
御
改
め

酒
造
石
高
拾
弐
石
五
斗

と

あ
り
、
天
和
元
年
（

二
（

八
一
）
に

は
酒
造

が
行

な
わ
れ
て

い
た
こ
と

を
示
し

て
お
り
、

そ
の
石

数
は

コ

ー石

五
斗

で
あ
っ
た
。
北
殿
村

で
も
か
な
り
古
く
か
ら

酒

造
が
行

な
わ
れ
て
い
た
が
、
不
如
意

の
た
め
元

禄
一
五
年

二

七
〇
三

に
そ
の

酒

株
を
沢
村

の
利

右
衛
門

に
年
季

で
貸
し
渡
し
、
享
保
一
一
年

二

七
三
（
）
に
は

そ
の
酒

造
株
を
南
殿
村
七
左
衛
門

に
二
五
両

で
譲
り
渡
し
て

い
る
。

神
子
柴

村
の
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
の
明
細
帳
に
は
三
〇
石

の
酒

造
株
が
記
さ

れ
て

い
る
が
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
の
明
細
帳
で
は
休
業
に
な
っ
て
お
り
、
こ

の
段
階
で
は
酒
造
は
行

な
わ
れ
て

い
な

い
。
田

畑
村
は
天

明
四
年
（
一
七
八
四
）
の

明
細
帳
で
は
酒
株
は
僅

か
に
五
石
で
あ
る
が
、
そ
の
後
天
保
四
年
（
一
八
三

二
）
幕

府
よ
り
酒
株
貸
し
渡
し

の
触

れ
が
あ
り
、
そ

の
貸
し
渡
し
を
次

の
よ
う
に
願

い
出

て
許
可

さ
れ
て
い
る
。

差
し
上
げ
申
す
一
札

の
事

一
今
般
酒
造
株
御
貸
し
渡
し

の
儀
御
触

れ
こ

れ
有

る
に
付
き
、
甚
四
郎
名
前
に
て
願

い
書

差
し
上
げ
奉

り
御
取
次
下

さ
れ
侠
処
、
願

書
の
通

り
仰
せ
付
け
ら

れ
有
難

き

仕

合

わ

せ
、
右
に
つ
き
株
金
上
納
仕

り
候
上
は
御
年
貢

金
同

様
に
酒

造
冥
加
永

弐
百

弐
拾

五
文

宛
年
々
御
取

り
立
て
下

さ
る
べ
く
候

。
永

く
上
納
仕
る
べ
く
候
。
万

一
本
人
滞
り
候
わ

ば
、
請
人
よ
り
御
取
り
必
ず
時
刻
聊
か
も
遅
滞
な
く
上
納
仕
り
候
。
念
の
為
働
っ
て
件

の
如
し
。

天
保
六
年
未
十
一
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

酒

造
人
　

大
　

治
⑩
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請
　

大
　

源
三
郎

⑩

村
役
人
衆
中

（
鎌
屋
文
書
）

こ

の
時

代

灯

油

は
重

要

な

生

活

物

資

で

あ

っ

た

。
天

明

の

こ

ろ

か

ら
当

地

で

は

そ

の
油

絞

り

を
始

め

て

い

る

。

覚
油
絞
り
立
壱
口
　

但
し
六
斗
／

一
絞
り
草
高
五
石
　

但
し
荏
ご
ま
・
木
実
・
茶
種

此

の
冥
加
永
弐
拾
五
文
　
　
　
　
　
　
　

伊
那
郡
田
畑
村
稼
大
組
頭
紋
蔵

名
主
　

伝
四
郎

油
絞
り
立
壱
口
　

但
し
五
升
／

一
絞
り
草
高
四
石
　

但
し
荏
ご
ま
・
茶
種

此
の
冥
加
永
弐
拾
文
　
　
　
　
　
　
　
　

同

郡
赤
須
村
稼
大
　

安
右
衛
門

与
頭
　

和
　
　

助

名

主

彦

四

郎

（
中

略
）

右

は
此
の
度
新

規
油
屋
御

吟
味

に
付

き
少
々
宛
農
間
の
間

に
稼
ぎ
仕

り
候
者
、
右

書
面
の

通
り
冥
加

永
差
し
上
げ
候
間

、
当
未

よ
り
来
る
亥

迄
五
か
年

定
免
仰

せ
出

さ
れ
下

し
置

か

れ
候

わ
ば
、
有
難

き
仕
合

わ
せ
に
存

じ
奉

り
儒

。

天
明

七
来
三
月

平
岡

彦
四

郎
様
飯
島
御
役
所

（
鎌
屋
文
書
）

こ

れ

は
飯

島

役

所

管

内

の
油

絞

り

の
者

が
連

名

で

届

け
出

た
も

の

で

あ

り
、

い

ず

れ
も

農

間

稼

ぎ
で

小

規

模

で

あ

る

が
当

地

で

も

油

絞

り

が
行

な

わ

れ

た

こ

と

を

示

し

て

い

る

。

水

車

は
当

時

は
穀

類

の
精

白

に

大

切

な

も

の
で

あ

っ

た
が

、

一
般

農

民

は

い

わ

ゆ

る

「

ば

っ
た

り

」

に

よ

っ
て

い
た

よ

う

で

、

本

格

的

水

車

は
や

は
り

上

層

農

家

に

よ

っ

て
利

用

さ

れ

て

お

り
、

他

人

の
穀

類

の
精

白

や

製

粉
も

賃

稼

ぎ
と

し

て
行

な

わ

れ

た
も

の
と

思

わ

れ

る

。
水

車

に

関

す

る
資

料

は
少

な

い

が
、

文

化

三

年

二

八
〇
六
）
に

田

畑

村

の
紋

蔵

が

大

出

村

の
地

に

差

渡

し

二

間

、

杵

八
本

の
水

車

を

購

入

し

て

お

り
、

天

保

九
年

（
一

八
三

八
）
の
塩

ノ

井

村

の
明

細

帳

に

差

渡

し

六

尺

の

二
両

の
水

車

が

あ

っ

た

こ
と

が
記

さ

れ

て

い

る

。

そ

の

ほ

か
、

南

殿

村

の

絵

図

等

に

も

書

か

れ
て

お

り
、

か
な

り
多

く
水

車

が

あ

っ

た
も

の
と

思

わ

れ

る

。

②
　

一
般

農
民

の

商

工

業

活

動

村

の
住

民

の
ほ

と

ん

ど
が

農

民

で

あ

っ
て

、

本

来

農

業

に

従

事

す

る
こ

と

を

本

業

と
し

て

い
る

わ
け

で

あ

る

が

、

年

貢

の
百

姓

払

い
や

、

元

禄

・

享

保

以

後

の
貢

租

の
代

金

納

が

一
般

化

す

る
こ

と

に

よ

っ
て

必

然

的

に

農

産

物

を

換

金

せ

ざ
る

を

得

な

く

な

り

、

し

だ

い
に

流

通

経

済

に

引

き

込

ま

れ

、

塩

な

ど

の
必

需

品

の
み

な

ら

ず

他

の
生

活

用

品

の
購

入

も

増

加

の
傾

向

を

た

ど

っ
た

。

農

産

物

の
販

売

に

つ

い
て

は

明

細

帳

に

次

の

よ

う

に

あ

る

。

一
総
じ
て
穀
物
は
飯
田
へ
付
け
送
り
払
い
申
し
侠
。
道
程
十
三
里
程
御
座
候
（
享
保
五
年

南
殿
村
明
細
帳
）

一
近
郷
市
場
、
内

藤
伊

賀
守
様
御
城
工

局
遠
町
市
日

四
・
九
・
十
四
・
十
九
・
二
十
四
・

二
十
九
日

に
て
御
座
候
。
（
同
右

）

一
総
じ
て
雑

穀
等
は
同

国
堀
若
狭
守
御
知
行
所

飯
田

へ
拾

弐
里
の
所
付

け
送
り
売
払

い
申

し
侠
。
（
享
保
五
年
大

泉
村
明
細

帳
）

こ

れ

ら

の
記

載

か

ら
、

穀

類

は

ど

の
村

も

ほ

と

ん

ど
飯

田

へ
付

け

送

り

を

し

て

売

り
払

っ

て

お

り
、

近
郷

市

場

で

も

一
部

農

産

物

が

売

買

さ

れ

た

か

も
知

れ

な

い

が
、

そ

れ

は

ご

く
少

な

か

っ

た

と

考
え

ら

れ

る

。

飯

田

・
松

本

・
甲

府

等

で

の

売

買

の
商

品

は
中

馬

で

付

け
送

り
、

ま

た

そ

の
帰

り
荷

と
し

て
運

搬

さ

れ

た
で

あ

る

う

と
思

わ

れ

る

。
中

馬

は
元

禄

以

前

か

ら
始

ま

っ

て

お

り
、

三

州

街

道

は
中

馬

の
最

も

発

達

し

た
街

道

で

あ

っ
て

、

中

馬

に

よ

る

商

品

流

通

は
非

常

に

多

く

、

ま

た
、

中

馬

自

体

が

農

民

の
農

間

余

業

と

し

て
大

切
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な
稼

ぎ
場

で
あ
っ
た
。
（
中
馬
に
つ
い
て
は
第
三
節
交
通
、
中
馬
の
項
参
照
）

水
呑
百
姓
や
小
高

の
百
姓
に

は
大
工
・
紺
屋
・
鍛
冶

・
石
工

・
桶
屋

・
馬
喰

等

を
営

む
も

の
が
あ
り
、
浪
人

な
ど
に

よ
る
医

師
や

手
習

師
匠

な
ど
も
若
干

存
在

し

た
。
元

禄

二
一
年

二

六
九
九
）
の
南
殿
村

の
明
細
帳
に

は
馬

医

二
・
馬

喰

一
・

紺
屋

一
の
は
か
に

浪
人
に
よ
る
医

師
一
名
か
お
り
、
宝
暦
一
〇
年
（
一
士
（

○
）
の

大

泉
村
明

細
帳
に
は
紺
屋

丁

鍛
冶

丁

大
工

∵

桶
屋
一
が
記

載

さ

れ

て

い

る
。江

戸
時
代

後
期
に
な
る
と
し
だ

い
に
こ
の
よ
う
な
大
が
増
加
す
る

傾

向

を

示

し
、
幕
末
の
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
久
保
村

の
余
業

稼
ぎ
方
取

調
帳
に
は
余
業
と

し
て
次
の
よ
う
に
書

い
て
あ
る
。

酒
造
　
　
　
　
　
　
　

一
　
　
木
挽
農
間
稼
ぎ
　
　
一
　
　
鍛
冶
農
開
稼
ぎ
　
　
一

石
工
農
開
稼
ぎ
　
　
　
一
　
　
口
手
物
振
売
り
　
　
一
　
　
罵
喰
作
間
商
い
　
　
一

江
戸
稼
ぎ
　
　
　
　
　
二
　
　
九
六
鍬
農
間
稼
ぎ
　
一
　
　
筆
墨
売
農
間
稼
ぎ
　
一

紙
職
商
売
農
間
稼
ぎ
　
一
　
　
大
工
農
間
稼
ぎ
　
　
一
　
　
桶
工
農
間
稼
ぎ
　
　
一

（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
め

中
間
宿
　
　
　
　
　
　
一
　
　
藍
屋
瓶
拾
弐
　
　
　
一
　
　
水
車
持
（
七
臼
）
　
　一

（
永
小
路
文
書
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
一
村
で
一
六
人

の
も

の
が
余
業
と
し
て
商
工
業
関
係
に
従
事

そ

の
数
が
増
加
し
て

い
る
こ
と
が

わ
か
る

。

な
お
、
出
稼
ぎ
や
奉
公
に

つ
い
て
は
各
村

の
宗
門
改
帳
に
記
載
さ

れ
て

い
る
場

合
が
多

い
の
で
、
そ

れ
を
拾

い
集

め
て
み

る
と
表
３
－
3
5
の
よ
う
に
な
る
。

初
期

の
う
ち
は
自
村
ま
た
は
近
郷

の
有
力
農
家
々
高
遠

の
商
家
へ

の
年
季
奉
公

が
圧
倒
的
に
多

か
っ
た
が
、
時
代
が
進
む
に

っ
れ
て
江
戸
稼
ぎ
や
旅
稼
ぎ
が
多
く

な

っ
て

い
る
。
文
政
六
年

の
北
殿
村
で
は
江
戸
稼
ぎ
と
旅
稼
ぎ

の
数
が
合

わ
せ
て

二
二
名
に
達
し
て

お
り
へ

旅
稼
ぎ
に
は
売
薬
と
石
工
等
が
あ
り
、
安
政
四
年
大
泉

村
で
は
上
州

へ
六
人
が
石
工
と
し
て
稼
ぎ
に
出
て

い
る
。

売
薬
に

つ
い
て
は
、
農
開
余
業
と
し
て
各
村
と
も
そ

れ
に
従
事
し

た
も

の
が
多

表3-35　 年季奉公及び出稼ぎ人数

＼
↓ﾐL

行

年]E

公

江

一戸

出

稼

人

江

一戸

以

外

旅

稼

人

北

殿

村

享保10

(1725)
元文4

(1739)
明和6
(1769)
寛政8

(1796)
文政6
(1823)

人
20

20

14

7

0

人２

６

１３

６

７

売薬2ズ
エ1

売薬8潤 ，

田
畑
村

元禄15

(1702)
文 政6
(1823)

４

５

６

４

２

８

神柴
子村

元禄13
(1700)

５ ２ １

大

泉
村

宝暦13
(1763)
安政4
(1857)

45

3 ８
上州
石工６

か
っ
た
と
み
え

て
、
上
伊
那
地
域

の
売
薬
人
仲
間
に

お
い
て
「
神
農

講

規

定

の

事
」
（
玉
理
軒
文
書
）

と
称
す
る
規
定
書
が
作
ら

れ
て
い
る
。
そ

の
前
言
に
「
売
薬

稼

ぎ
方

の
儀
追

々
繁
昌

い
た
し
、
人
数
多

く
相
成
り
遠
国

ま
で
旅
稼

ぎ
に
出
候
に

付

き
、

売
薬
稼

ぎ
方

の
者
申
し
談

じ
の
上
相
定

め
候
：
」

と
し
て
、
売
薬

は
仁
恵

の
道

で
あ
る
か
ら
売
薬
稼

ぎ
は
軽

い
仕
事
と
し

て
軽
視

さ
る
べ
き
で
な

く
、
薬
種

選
定
、
製
薬

を
入

念
に

す
る
こ
と
、
公
儀
御
制
禁

の
薬
種

を
売
ら
な

い
こ
と
、
売

薬
人
同
志
互
い
に
得
意
先
を
荒
さ
ぬ
こ
と
、
博
突
・
賭
な
ど
を
せ
ず
定
宿
に
て
我

値
な
行
為
を
し
な
い
こ
と
、
毎
年
正
月
コ

ー目
の
寄
合
い
に
は
必
ず
出
席
す
る
こ

と
な
ど
を
定
め
て
い
る
。
当
時
の
売
薬
人
の
姿
を
う
か
が
い
知
る
こ

と
が
で
き

る
。２

　
近
世
に
お
け
る
金
融

江
戸
時
代
こ
の
地
方
の
農
民
金
融
の
中
心
に
な
っ
た
の
は
土
地
で
あ
っ
て
、
そ

の
方
法
は
土
地
の
売
買
、
土
地
の
年
季
売
買
（
質
入
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
外
に
直

接
金
子
の
借
用
、
無
尽
に
よ
る
金
子
の
調
達
等
が
行
な
わ
れ
た
。
以
下
こ
れ
に
つ

い
て
み
て
お
こ
う
。

①
　
土
地
売
買
に
よ
る
金
融

2 屁
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江

戸

幕

府

は
貢

租
負

担

の

担

い

手

で

あ

る
本

百

姓

が
衰

退

す

る

こ

と

を

恐

れ

て
、

早

く

か

ら

土

地

の

永
代

売

買

を

禁

じ

て

い

る

が
、

現

実

に

は
切

羽

詰

ま

っ

た

農

民

は

か

な

り

多

く

土

地

の

永
代

売

買

を

し

て

い
る

。

そ

の

一

例

を
示

す

と

次

の

よ

う

で

あ

る

。

永
代
売
渡
し
申
す
田
畑
草
場

の
事

一
中
田
弐
反

七
畝
弐
分

の

Ｉ
、
こ
ん
け
ん

の
麦
畑
中
下

共
に
弐
反
六
畝
拾
四
歩
地
先

共
残

ら
ず
、
滝
沢
橋
下
草
場
一
ま
き
、
田
畑
反
別
合

わ
せ
て
五
反
三
畝
拾
四
歩

場

所

五

か

所
、
右

の
代
金
と
し
て
金
子
拾
両
三
分
憶

か
に
請
け
取
り
永
代
売
り
渡
し
申
す
処
実
正

也

。
右

の
田
畑
草
場
に

つ
き
一
門
中
又

は
子
孫
に
至

る
迄
少
し
も
構

い
こ
れ
無
く
候
。

外

よ
り
田
畑
草
場
に
付

き
何
方
よ

り
も
か
ま

い
御
座
候

わ
ば
請
人
罷
り
出
急
度
埓
明
け

図3-42　 土地永代売渡し証文（ 久保大束文書）

申
す
可

く
快
。
右

の
田
畑

人
役

の
儀

は
此
方
に
て
相
勤
む

べ
く
申
し
候
。
俵
役

の
儀
は

其

の
方
に
て
御
勤

め
有

る
可
く
侯

。
其

の
内
御
代
官
様
替
え
何
様

の
新
法
度
田
地
返
し

御

座
候
共

少
し
も
相
違
申

す
問
敷

く
候

。
後
日

の
為
手
形
但

っ
て
件

の
如
し
。

延
宝
四
年

辰

ノ
十
二

月

持

主
　
久

保
村
　

馬
場

七
右
衛
門

⑩

請

人
がが

同
所
名

主
　

七
郎

左
衛
門

⑩

″

組
頭
　

与
五
左
衛

門
⑩

木
下

村
　
　

木
下

六
太

夫
⑩

久
保
村

伝
左
衛
門
殿

（
久
保
大
東
文
書
）

土
地
の
永
代
売
買
は
こ
の
よ
う
な
形

で
江
戸
時
代
全
期
間
を
通
じ
て
行
な
わ
れ

て
お
り
、
中
後
期
に
な
る
と
山
林
や
草
場
を
除

い
て
田

畑
の
永
代
売
買
は
や
や
減

少
し
、
次

の
年
季
売
買
が
中
心
と
な
る
が
、
農
村
に
お
け
る
金
融
の
一
面
を
に
な

っ
て
い
る
。

土
地

の
売
買

の
値
段
は
時
代
に
よ

っ
て
異
な

る
こ
と
は

い
う

ま
で
も
な

い
が
、

売
買

さ
れ
る
土
地

の
田
畑

の
別
、
上
中
下

の
品
等
売
買

の
条
件
等
に
よ
り
異
な
り

非
常
に
大

き
な
差
か

お
る
。
資
料

と
し

て
掲
げ

た
例

は
売
買

さ
れ
る
土
地
に
課
せ

ら
れ
る
人
役

（
そ
の
土
地
の
石
高
に
応
じ
て
課
さ
れ
る
人
足
役
な
ど
）
を

売

主

が
引

き

受
け
る
よ
う
に
な

っ
て

い
る
特
殊
な
条
件
で
の
土

地
売
買
で
あ
る
。

②
　

土
地
の
年
季
売
買
に
よ
る
金
融

江
戸
時
代
中
期
以

降
は
土
地
年
季
売
買
が
急
速
に
増
加

し
、
多
く
の
資
料
が
残

っ
て

い
る
。
そ

の
一
例
を
掲
げ
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

年
季
に
相
渡
し
申
す
田
の
事

土
手
の
内

一
上

中

下

合

弐

反

三

畝

廿

壱

歩

此

の
下
作
籾
拾

八
俵
三
斗
三
升
　

境
↓
東
は
福
島
村
境

此

の
代
金
拾
五
両
弐
分
也
　
　
　
　
　

北

は
大
泉
川

南
は
肯
殿
境

西

は
黒
川
井
境
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表
3
1
3
6
　年
季
質
入
れ
代
金
標
準
（
各
村
明
細
帳
よ
り
）

原 下 中 上 下 中 上

畑 畑 畑 畑 田 田 田

一
反

μ　11　μ　μ　μ　μ　に
っ

き

jk］

に
μ　μ　μ　μ　11　μ　代

金

一 一 一 一
両 両 両 両

一 二 三　　　　 一

分 分 分　　　　 分

Ｓ　Ｓ　Ｓ　Ｓ　Ｓ　Ｓ　Ｓ

一　 一 一 一 一 一
分　 両 両 両 両 両

一 一　　　 一 一 一一　 一
一 一　　 一 一 一朱 分　 分 分 分 分

－
ﾌﾛ

諺

一
一

竺

言

明 九

細

也

帳

μ　μ　μ　μ　μ　代

金

一
一 一 一一
分 両 両

一 二 三 二

分 分 分 朱

Ｓ　Ｓ　Ｓ　Ｓ　Ｓ　Ｓ

一 一一　 一 一 一 一一 一

分 分 分 両 両 両
一 一 一　 一 一
一 一 一　 一 一
朱 朱 朱　 朱 分

寛

精

殿年

心村一
七

｢月五

一細一

帳

μ　μ　μ　μ　μ　μ　代

金

一 一 二 二 一 二 三

分 分 分 分 分 分 分

Ｓ　Ｓ　Ｉ　 Ｓ　Ｓ　Ｓ　Ｓ

二 二 三 一 三 一 一

分 分 分 両 分 両 両
一 一 一
一 一
朱 朱　　　　　 分

宝
暦

久一
一

保年

心村 一

七
明六

一細一

帳

← →

代　　　 代

金　　　 金

一　　　　 二

両　　　　 両

Ｓ　　　　 Ｓ

一　　　 －一
一 一両　　　 両

｡午

註

蒜
ご

右
は
此
度
御
上
納
並
び
に
賭
け
金
に
差
し
詰
り
、
書
面
の
田
地
当
卯
暮
よ
り
来
る
巳
の
暮

ま
で
弐
か
年
季
に
相
定
め
代
金
拾
五
両
弐
分
受
け
人
立
ち
合
い
鎧
か
に
受
け
取
り
申
す
処

実
正
明
白
也
。
然
る
上
は
貴
殿
へ
御
高
入
れ
成
さ
る
べ
く
候
。
年
季
中
我
等
直
小
作
仕
り

右
下
作
米
の
内
に
て
御
上
納
諸
役
相
勤
め
、
相
残
り
平
均
い
た
し
壱
か
年
に
平
均
金
壱
両

三
分
銀
六
匁
六
分
弐
厘
年
々
十
二
月
十
日
限
り
吃
度
勘
定
仕
る
可
く
侠
。
尤
も
下
作
米
年

々
相
済
み
巳
の
春
元
金
調
達
致
し
侯
わ
ば
、
右
地
所
証
文
共
御
返
し
下
さ
る
べ
く
候
。
年

季
来
た
り
元
金
調
達
出
来
兼
ね
候
わ
ば
右
地
所
貴
殿
方
へ
御
高
入
れ
成
さ
れ
御
自
由
に
成

さ
る
べ
く
候
。

右
地
所
に
付
き
親
類
は
申
す
に
及
ば
ず
、
脇
よ
り
違
乱
妨
げ
申
す
者
一
切
御
座
無
く
候
。

斯
の
如
く
定
め
申
す
上
は
、
何
様
の
儀
出
来
候
て
も
貴
殿
へ
少
し
も
御
損
御
苦
労
相
掛
け

申
す
間
敷
く
候
。
後
日
の
為
年
季
相
渡
し
証
文
入
れ
置
き
申
ナ
所
働
っ
て
件
の
如
し
。

天
和
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
畑
村
本
人
　
庄
　
助
⑩

引
受
人
　
六
　
助

村
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
″
　
　

長
十
郎

源
右
衛
門
殿

（
鎌
屋
文
言

こ
の
例
で
は
年
季

に
売
り
渡
し
た
土

地
を
、

譲
り
主
が
直
小

作
と
し
て
自
分
で

耕
作

し
、

そ
の
土
地
に
対

す
る
貢
租

と
諸
負
担

は
譲
り
主
が
下
作
米

の
内

か
ら
出

し
、
残
っ
た
下
作
米
代
金
一
両
三
分
余
り
を
毎
年
支
払
う
契
約
に
な

っ
て

い
る

が
、
譲
り
渡
し
た
土
地
は
買
主
の
方
で
耕
作
し
、
年
貢
・
諸
負
担
も
い
っ
さ
い
買

主
に
移
り
、
借
り
た
金
に
対
す
る
利
息
を
支
払
わ
な
い
契
約
に
な
っ
て
い
る
も
の

も
あ
り
、
土
地
の
年
季
売
買
の
内
容
は
い
ろ
い
ろ
の
形
の
も
の
が
あ
る
。

年
季
が
明
け
る
と
き
借
用
し
た
金
が
返
済
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
の
土
地
は
受
け

も
ど
し
が
出
来
な
く
な
っ
て
永
代
譲
り
渡
し
と
な
り
、
土
地
に
対
す
る
権
利
は
永

久
に
失
わ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
質
入
れ
の
代
価
に
も
よ
る
が
、
借
り
た
金
の
外
に

追
加
の
代
金
が
支
払
わ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

各
村
の
明
細
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
年
季
質
入
れ
の
代
金
高
を
表
示
す
る
と
表

３
－
3
6
の
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
江
戸
時
代
中
後
期
の
南
箕
輪
地
域
内
各
村
の
土
地
売
買
証
文
一
六
六
通

の
永
年
・
年
季
売
買
の
別
、
年
季
質
入
れ
年
数
の
実
態
を
調
べ
た
も
の
が
表
3
j

3
7で
あ
る
。
田
畑
の
永
代
売
買
は
三
〇
％
、
年
季
売
買
が
七
〇
％
で
、
山
林
、
草

場
は
逆
に
永
代
売
買
が
六
四
％
と
多
く
な
っ
て
お
り
、
年
季
売
買
で
は
五
年
以
内

が
多
く
な
っ
て
い
る
。

③
　
金
子
借
用
証
文

江
戸
時
代
全
期
を
通
じ
て
金
子
借
用
証
文
は
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
が
、
後
期
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表3-37　 江戸中 後期土地の売買の実態

／
田　　　　 畑 山　林・草　場

永　代

売　買

年 季 売 買 永　代

売　買

年 季 売 買

１～５年 6 ～10年 １～ ５年 6 ～10年

享　　 保

元文･寛保

延　　享

寛　　延

宝　　 暦

明　　 和

安　　 永

天　　 明

寛　　 政

享　　 和

文　　 化

文　　 政

天　 保

弘　　 化

嘉　　 永

安　　 政

万延以後

１

１

１

２

４

３

６

３

１

８

６

４

１

１

４

３

１９

８

７

３

３

６

６

２

２

４

３

１

１

２

５

１

２

２

２

２

１

１

１

２

４

３

１

２

４

９

１１

３

１

１

１

１

２

１

４

２

２

１

３

２

１

２

１

１

１

１

１

計
42

67 22 45 18 ７

99 45 25

％ 30％ 70%　　　｜ 64％ 36％

に
は
特
に
そ
の
数
が
多
く
な
り
文
化
、
文
政
（
一
八
〇
四
大
二
〇
）
こ
ろ
か
ら
土

地

の
年
季
売
買
を
超
え
て
、
農
村
に
お
け
る
金
融
の
中
心
の
座
を
占
め
て

い
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
。
金
子
借
用

証
文
も
そ
の
質
物
と
し
て
田

や
畑
・
山
林
等
を
抵
当

に
入

れ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
か
ら
、
土
地
を
基
に
し
た
金
融
と

い
う
こ
と
も
で
き

る
。土

地
の
年
季

売
買
は
そ
の
期
間

が
一
年
以
上

一
〇
年
以
内

で
、
多

く
は
二

圭

二

年

と
比
較
的
長

期
の
貸
借
で
あ
り
、

そ
の
土

地
の
権
利

は
そ
の
期
間
債

権
者

に
移

る
が
、
金
子
借
用

証
文
で
借
り
る
場
合
は
比
較
的
短
期
の
借
用

で
短
い
も
の
は
六

か
月
未
満
、
長
く
て
も

Ｉ
～
二
年
の
も
の
が
多
く
そ
の
開
質
物
で
あ
る
土
地
の
権

利
は
移
動
し
な

い
こ
と
に
差
か
お
る
。
し
か
し
、
土
地
年
季
売
買
同

様
金
子
借
用

証
文
も
借
金
が
返
済
で
き
な
い
場
合
に
は
、
土
地
が
質
流
れ
と
な
っ
て

権
利
が
債
権
者
に
移
譲
し
て
し
ま
う
こ
と
は
同
様
で
あ
っ
て
、
借
用
期

間
が
短
い
だ
け
に
質
流
れ
に
な
る
危
険
も
大
き
く
、
農
村
の
有
力
者
に

よ
る
土
地
兼
併
が
進
む
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
金
子
借
用
証
文
に

あ
ら
わ
れ
る
借
主
は
事
業
資
金
を
借
用
す
る
特
殊
な
有
力
農
民
も
あ
る

が
、
大
部
分
は
零
細
農
民
で
あ
り
、
借
用
の
口
実
は
よ
ん
ど
こ
ろ
な
い

要
用
、
内
借
金
、
上
納
金
に
詰
ま
り
と
い
う
よ
う
な
追
い
詰
め
ら
れ
た

切
実
な
状
態
を
示
し
て
い
る
も
の
が
多
く
、
貸
主
は
そ
の
村
ま
た
は
近

郷
の
有
力
農
民
、
あ
る
い
は
質
屋
（
当
時
の
金
融
業
）
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
代
の
金
子
の
貸
借
契
約
の
期
間
、
利
息
の
率
な
ど
は
ど
の
程

度
で
あ
っ
た
か
、
実
際
の
借
用
証
書
一
四
五
通
に
つ
い
て
調
査
し
、
表

示
し
た
も
の
が
表
３
－
3
8
で
あ
る
。

借
用
期
間
は
一
年
以
上
と
一
年
未
満
の
も
の
が
ほ
ぼ
同
数
で
、
四
分

の
一
強
が
六
か
月
未
満
の
短
期
借
り
入
れ
で
、
短
か
い
も
の
で
は
Ｉ
か

月
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
利
息
は
全
般
的
に
高
く
一
年
以
上
の
も
の
で

年
利
率
一
割
～
一
割
五
分
、
六
か
月
か
ら
一
年
の
も
の
で
一
割
五
分
～

二

割

五

分
、

六

か

月
未

満

の

も

の

で

は
こ
了

五
割

で

、

中

に

は

Ｉ
〇

割

と

い

う
高

率

の

証

文

も

か

な

り

あ

っ
た

。

㈲
　

無
　
　
　

尽

（
頼
母
子
）

無

尽

は

庶

民

の
考

え

出

し

た

相

互

金

融

組

織

で

あ

っ
て
、

江

戸
時

代

の

早

く

か

ら

行

な

わ
れ

て

い
た

。

本

村

内

で

の
早

い
時

期

の
資

料

と

し

て

は

次

の
よ

う

な

も

の

が

あ

る

。

無
尽
金
受
け
取

り
申
す
請
状

の
事

合

銭
弐
貫

九
百

六
拾

八
文
に
せ
り
取
り
申
す
処
実
正
也
。

来
る
戌
秋
よ
り
銭
壱
人
に
付

き
三
百
文

ず
つ
此

の
無
尽
終

る
ま
で

急
度

か
け
済
し
申
す
可

く
候
。
則
ち
書
き
入
れ
に
は
角
蔵
名
田

宮
の
下

の
畑
儀
兵

衛
名
田

柏
が
い
と
の
畑

残
ら
ず
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表3-38　 江戸時代後期金子借用証文 の実態

借用期 間 １年以上 ６か月～１年 未満 ６か月未満

利率

年号

一
割

∫
一

一
割

一

一
一
Ｓ
一

一一

〃･

一一
一

Ｓ

一

一一一

一

一
一一一

Ｓ

一

五

一
割

Ｓ
一

一
一五

一

一
一
六
Ｓ
一

五

一

五

一
Ｓ
一

七
五

一

七
六
Ｓ

一一

〇

一一

一
以
上

一一
一割

以

下

一一一

一

Ｓ

五

○

五

一

Ｓ

七

○

七

一

Ｓ

一
○

○

一
〇

一
以
上

明　　　 和

安　　　 永

天　　　 明

寛政・享和

文　　　 化

文　　　 政

天　　　 保

弘化・ 嘉永

安政・慶応

１

２

３

６

１

７

５

４

１

７

６

３

３

４

７

７

８

１

１

３

２

１

１

６

３

７

１

４

５

４

１

１

２

２

２

５

４

２

１

１

１

２

１

２

３

１

１

計 12 17 17 30 １ ６ １ 17 ].4 １ 15 ４ ８ ２

入

れ
置

き
申

し
候

。
若
し
末

々
右

か
け
金
壱
年
成

り
共
遅

れ
申
し
候

わ
ば
、
此
の
書
き
入

れ
相
違
無

く
相
渡

し
申
す
可

く
候

。
若
し
其

の
内
御
代
官
様
替

え
御

知
行
渡
し
如
何
様

の

儀
御
座
候
共
右

の
通
り
少
し
も
滞
り
申
す
間
敷

く
候

。
後
日

の
為

無
尽
金
請
取

り
手
形

価

っ
て
件

の
如

し
。

天
和
元
年
酉
十
二
月

九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

取

人
　
儀

兵
衛

⑩

同
　
　

角
　

蔵
⑩

請

人
　
助

九
郎

⑩

（
マ
マ
に

無
人
中
ヶ
間
衆

名

主
　
彦
　

市

⑩

全

理
軒
文
書
）

無
尽

は
頼
み
親

ま
た
は
発
起
人
が
何
人

か
の
無
尽
（
諧
）
仲

間

を
集

め
、
一
定

期
間
ご
と
に
寄
合

い
を
開
き
、
そ

の
つ
ど
仲
間
に
よ

っ
て
定

め
ら

れ
た
金
額
を
出

し
合

い
、
そ
の
金
を
せ
り
又
は
く
じ
に
よ

っ
て
取

人
を
定
め
、
そ
の
取

人
が
金
を

受
け
取
る
わ
け
で
、

無
尽
（
講
）
仲
間
全
員
が
取
人
に
な
る
ま
で
こ
れ
を
続
け
、

仲
間
は
寄
合
い
の
都
度
金
を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
取
金
の
返
済
を
す
る
と
い
う
相

互
金
融
組
織
で
あ
っ
て
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
各
種
の
無
尽
が
行
わ
れ
た
。

大
泉
村
中
宿
家
に
は
、
大
黒
無
尽
、
頼
母
子
講
無
尽
の
資
料
か
お
る
。
ま
た
、

伊
勢
講
、
秋
葉
講
な
ど
の
講
が
そ
の
代
参
金
平
年
貢
金
等
を
拠
出
す
る
た
め
無
尽

形
式
を
採
っ
て
い
る
例
が
多
い
。
さ
ら
に
、
凶
作
の
た
め
に
無
尽
が
休
年
に
な
っ

た
り
、
無
尽
金
が
滞
っ
た
り
し
て
い
ざ
こ
ざ
が
起
き
た
資
料
も
散
見
さ
れ
、
無
尽

は
各
面
で
行
な
わ
れ
庶
民
金
融
と
し
て
極
め
て
大
切
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。

㈲
　
特
殊
な
金
融

今

ま

で

述

べ

て

き

た

も

の

は

個

人

の
行

な

う

借

り

入

れ

で

あ

っ
た

が

、
村

が

支

配

役

所

や

郡

巾

備

金

あ

る

い
は

有

力
個

人

か

ら
借

用

す

る

と

い

う

よ

う

な
特

殊

な

事

例

も

あ

る

。

差

し
上
げ
申
す
一
札

の
事

（
郷
欠
か
）

仲
仙
道
塩
尻
宿
外
弐
か
宿
助
御
貸
付
金

の
内

（
マ
マ
）

一
金

七
拾
両
也
　
　

但
し
利
足
年
壱
割

但
し
　

当

七
月
よ
り
十
二
月
迄
御
貸
居
十
二
月
十
三
目
元
利
共
皆
納
利
足

の
儀
は
七

月
三
日
上
納
仕

る
可

く
候
。

右
当
御
役
所
御
貸
付
け
金
拝
借

の
儀
願
い
上
げ
候
処
、
書
面

の
通
り
御
貸
し
渡
し
成
さ
れ

奉
り
請
取
り
候
。
然

る
上

は
御
定
法

の
通
り
十
二
月
十
三
日
元
利
共
急
度
上
納
仕
る
べ
く
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姿第２節 村　の

侯
。
こ
れ
に
依
り
御
引

き
当
て
質

地
証
文
左
に
差
し
上
げ
申
し
候
。
上
納
の
儀

は
縦
え

水

旱
損
の
凶

年
に
御
座
候
共
急
度
上
納
仕
る
可

く
候
。
万

一
滞
り
候
わ
ば
加
判

人
は
勿

論
惣

百
姓
に
て
右
引

き
当
て
質
代
引

き
請
け
、
如

何
様
に
も
金
子
調
達
致

し
聊

か
も
遅

滞
無
く

上
納
仕

る
可

く
候
。
こ
れ
に
依
り
村
役
人
其
の
外
一
同

連
印
証
文
差
し
上
げ
申
す
処
但
っ

て
件

の
如
し
。

嘉
永
二
酉
年

七
月
　
　
　
　

伊
那
郡
北
殿
村
　

拝
借
大
　

小
前
　

総
代
　

市
郎
兵
衛

だ
　
　
　
　
　

幸
　
　

内

拝
借
人
　

百
姓
代
　
　
　

太
左
衛
門

″
　
　

組
頭
　
　
　

弥
右
衛
門

″
　
　

名

主
　
　
　

三
郎
兵
衛

松
本御

役
所

（
北
殿
区
有
文
書
）

こ

の
借

用

証

文

に

は
引

き

続

い

て

「
差

し

上

げ

申

す
引

き
当

て
質

地

証

文

の

事

」

と

し

て
、

上
中

下

合

わ

せ

て

七
町

二

五

歩

の
田

が
質

地

と

し

て

書

き

上

げ

ら

れ

て

い
る

。

ま

た
、

こ

の
年

の

コ

ー
月

に

は

「

郡
中

備

金
拝

借

証

文

の

事

」

と

い

う
証

文

が

あ

り

、

新
用

水
掘

さ

く

の

費
用

に

当

て

る

た

め
、

四

九
両

余

を

郡
中

臨
時

備

金

の

中

か

ら

借
用

し

て

い
る

。

こ

れ

に

も

相
当

額

の
土

地

が
質

入

れ

さ

れ

て

い
る

が

、

こ

の

よ

う

な

村

に

よ

る

金

子

借
用

も

か

な

り

頻

繁

に
行

な

わ

れ

た

ら

し

く

、

文

久

二

年

二

八
六
二
）
に

支
配

役

所

に

出

し

た

「

拝

借

並

び

に

他

借

書

き

上

げ

」

と

い

う
北

殿

村

の

文

書

に

は

次

の

よ

う
に

書

き

上

げ

ら

れ

て

い

る

。

覚
　
　
　
　
　

信
州
伊

那
郡
北

殿
村

一
金
四
百
両
　

八
歩
利
息
年
賦
返
納

是

は
新
井
筋
堀
り
割
り

の
地
代
金
と
諸
雑
用
及
び
木
曽
助
人
足
手
当
と
し
て
支
配
役

所
よ
り
拝
借

（
略
記
、
以
下

同
じ
）

一
金
弐
百
両
　

八
歩
利
年
賦
返
納

去

る
安
政
四
年
大
満
水
に
よ
る
損
地
川
除
け
及

び
田
普

請
そ
の
外

夫
食
代

と
し
て
支

配
役
所
よ
り
拝
借

一
金
百
両
　
　

同
断

去

る
安
政
六
年
助
郷
賄
銭
其

の
外
川
除
け
自
普
請
金
と
し
て
支
配

役
所
よ
り
拝
借

小
以
　

金

七
百
両

一
金
五
拾
両
　

福
与
村
九
右
衛
門
外
弐
人

天

保
十
三
年
助
郷
人
足
賃
銭
と
し
て
右
人
よ
り
借
用
、
年
壱
割
弐
分
五
厘

の
利
息

一
金
五
拾
両
　

福
与
村

九
右
衛
外
弐
人

嘉
永

七
年
助
郷

人
足
賃
銭

と
し
て
右
人
よ
り
借
用
、
年
壱
割
弐
分

の
利
息

一
金
百
両
　
　

南
殿
村

全
八

安
政
七
年

山
寺
村
一
件
雑
用
と
し

て
右

人
よ

り
借
用
、
年
壱
割
弐
分

の
利
息

一
金
七
拾
両
　
　

南
殿
村

全
八

安
政
五
年
川
除

け
普

請
金
に
差

し
詰

り
右

人
よ
り
借
用

、
年
利
壱
割
弐
分

の
利
息

小
以
　

金
弐
百
七
拾
両

惣
／
　

金
九
百

七
拾
両

右
は
支
配

役
所
並
び
に
他

村
よ
り
借
入

れ
候
金
子
書
面

の
通

り
に
御
座
候

。
此

の
段
申

し

上
げ
奉

り
候
以

上
。

松
本
丹
波
守
御
預
所

信
州
伊

那
郡
北
殿
村
　

名
　

主
　

重
郎
左
衛
門

文
久
二
戌
年
八
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
　
頭
　

新

五

丘（

衛

百
姓
代
　

久
　

兵
　

衛

間
　

屋
　

弥
五
右
衛
門

後
藤
忠
一
郎
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
　

寄
　

又

左

衛

門

森

惣

蔵
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
　
　

庄

右

衛

門

（
千

桐
屋
文
書
）

こ

れ

は
、

北

殿

村

の
例

で

あ

る

が

、

ま

ず

幕

末

に

お

け

る

村

の
財

政

状

況

が

如

何

に

窮

迫

し

た
状

態

で

あ

っ

た

か
に

驚

く
、

川

除

け

普

請

や

助

郷

人

足

に

出

る

た

び
に

そ

の
普

請

金

や

賄

銭

を
他

か
ら

借

り

ね

ば
な

ら
な

か

っ

た
状

態

で

あ

る
が

、
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図3-43 金子 借用証文（鎌屋文書）（村役人が代表して借りてい る）

こ
れ
は
北
殿
村
だ
け
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
か
。
他
の
村
の
こ

の
種
の
資
料
は
多
く
は
な
い

が
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
ん
な

傾
向
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

支
配
役
所
や
村
内
外
の
有

力
農
民
か
ら
の
金
子
の
借
用

は
か
な
り
存
在
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
凶
作
・
飢
饉
等
の

際
は
幕
府
が
飢
民
た
ち
に
急

場
を
し
の
ぐ
た
め
の
生
活
資

金
を
貸
与
し
て
い
る
が
、
村

役
人
た
ち
は
こ
の
金
を
村
全
体
で
拝
借
し
、
一
般
の
農
民
た
ち
に
そ
の
困
窮
の
程

度
に
応
じ
て
分
配
貸
与
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
し
て
お
り
、「
国
恩
金
拝
借
小

前

帳
」
が
残
っ
て
い
る
。
総
額
で
二
両
一
分
の
金
額
で
あ
る
が
極
く
難
儀
の
小
前
百

姓
一
二
名
の
者
に
、
当
座
を
し
の
ぐ
費
用
と
し
て
貸
し
与
え
て
い
る
。

匈
　

災
害
と
飢
饉

１
　

災
害
の

頻
度

こ
こ
で
は
江
戸
時
代

の
水
害

を
除

く
災
害
、
特
に
飢
饉

に
つ
い
て
み

て
い
く
こ

と
に

す
る
。

災
害

の
種
類

は
極

め
て
多
く
長
雨

に
よ

る
冷
害
や
病
害
、
降
霜
降

雪

等

か

お

り
、
時
に
は
害
虫

の
大
発
生
が
あ

る
。
そ

れ
の
み
で
な
く
地
震
で
家
屋

が
倒
壊
し

た
り
道
路
が
決
壊
し
、
ま

た
、
江
戸
時
代
は
頻
繁
な
火
山

の
噴
火
が
あ

っ
た
。
こ

れ
ら
の
自
然
的

災
害
に
対

す
る
防
御

の
力

が
弱

か
っ
た
た
め
、

い
っ
も
大
き
な
被

害

を
う
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、

コ
レ
ラ
、
天
然
痘
、
麻
疹
等

の
伝
染
病

の
蔓
延
や
狂
犬
病
等
が
あ

り
、
当
時

の
農
民

の
生
活

は
た
え

ず
脅

か
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

い
ま
、
書

き
残

さ
れ
た
記
録
に

よ
り
当
地
方
に

お

け

る

災

害
（
水
害
を
除
く
）

の
主

な
も

の
を
拾

い
上
げ

て
年
表
的
に
示
す
と
表
3
1
3
9
の
よ
う
に
な
る

。

江
戸
時
代
に

お
け

る
災
害

の
頻
度
は
極

め
て
高
く
、
表
3
1
3
9
に
記

載
し
た
も

の
だ
け
で
も
四
年
に
一
度

の
割
合
で
、
こ

れ
に
水
害
を
加
え
る
と
ほ
ぼ
二
年
に
一

回

の
割
合
に
な
る
。
こ

の
災
害

の
内
容
に

つ
い
て
み
る
と
、
例
え
ば

天

明

三

年

（
一
七
八
三
）
八
月
二
四
日
（
太
陽
暦
で
九
月
下
旬
～
一
〇
月
上
旬
）
の
降
雪
、
元

文
元

年
（
一
七
三
六
）
六
月
四
日
（
太
陽
暦
七
月
上
旬
）
の
降
霜

な
ど
非
常

な
冷

気
を
考
え

さ
せ
、
ま
た
、
寛
永
三
年
（
一
六
三
（

）
の
大

旱
ば

つ
の
際
は
草
木

が
枯

れ
、
川

が

涸
れ
て
魚
が
死

ん
だ
と
伝

え
ら
れ
て
お
り
、

一
か
月
以
上

ほ
と
ん
ど
降
雨

の
無

い

旱

ば
っ
が
し
ば
し
ば
あ

っ
た
こ
と
が
記
録

さ
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代

は
異
常

気
象

の
多

い
時
代

で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
異
常
気
象

や
火

山
活
動

が
江

戸
時
代

の
災
害
の
頻
度

を
高
く
し
て

い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。

し
か
し
、

こ
れ
ら
の
異
常
気
象
や
火

山
活
動
等

が
直

ち
に

災
害
に
、

さ
ら
に
凶

作

や
飢
饉

の
原
因

と
な
っ
た
の
は
、
封
建
制
度

の
も
と
に

お
け

る
諸
制
約
、
高
率

な
貢
租
負
担
に

よ
る
農
民

の
貧
困
、
農
業
技
術

の
未
発
達
に

よ
る
面

が
大

き
か
っ

た
と
思

わ
れ
る
。
幼
稚

な
技
術

の
た
め
不
順

な
気
候
に
対

す
る
適
応

が
う
ま
く
で

き
ず
、
作
物

の
病
気
や
害
虫

を
予
防
し
駆
除

す
る
技
術
も
未
熟
で
、

そ
の
蔓
延

を

た
だ
傍
観

せ
ざ
る
を
得
な

い
技
術

の
低

さ
に

あ
っ
た
。
ま
た
、
川
除
け
普
請

の
百

姓
役
々
助
郷
役

の
よ
う
な
夫
役
労
働

が
多

く
、

か
つ
農
作
業

は
ほ
と

ん
ど
手
作
業

で
多

く
の
労
力
を
要
し
、
異
常
気
象
に
対
す

る
対
応
策
も
ま
ま
な
ら
な

か
っ
た
面

も
多

か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ

れ
ら
が
、
江
戸
時
代
に

お
け

る
災
害

の
頻
度
や

飢
饉
を
多

く
し

て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
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表3-39　 近世当地方（上伊那）災害（ 水害を除 く）の発生

災 害 の 種 類 ・ 内 蓉　　　 ｜

大風雨 （8/2）

大 凶作飢 饉「巳午の飢饉」とい う

夏大 旱ばっ草木枯れ河魚が干死する

伊那地方大地震10/4 所々家 倒壊

17年大 凶作18年飢民多 く餓死者多 し

大 凶作「壬午 の飢饉」餓死者多し

大 地震6/20　 浅間山噴火

米 価暴騰大風で土砂降る

凶作飢饉

永雨大風雨

６月 旱害

凶作

暴 風

６～７月旱害

秋凶作飢民多く 餓死者が出る

11月大地震大泉村地下水筋変り飲水に困る

大地震10/4　 富士大噴火11/23　 伊那 も降灰

８月大暴雨五穀 凶作　米価高一両に米 一俵

８月 浅間山大噴火秋大凶作

春長雨麦 作皆無そ の後旱ばっ

５月浅間山噴火　６ ～７月旱害

浅間山噴火 （1/1）霜降損毛多し

浅間山噴火 （10月） 凶作

旱損風損多 く大 凶作

害虫大発生大 凶作

大凶作飢多民 餓死多し

秋凶作

暴風（11/19） 木下陣 屋倒壊

麦作凶作

８月大雨稲に害虫発生

気候寒冷稲立枯凶作

６～８月旱ばつ作方損毛 凶作

４月麻疹大流行

６月大旱ばつ　野菜 枯れる

干損

春麻疹流行　５月狂犬現 わる

(享保の飢 饉)

７月浅間山噴火 度々大風雨秋作大 凶作五穀不稔

４～７月浅間山大噴火 伊那 に降灰 降雪(8/24)

大 凶作

餓死者続出

４～５月疫病流行

米 穀類払底・穀類津留

冷気 にて五穀不熟大凶作米 価暴騰 酒造半減

（
天
明

の
飢
饉

）

１

出

上伊那誌

μ

王理軒文言

門屋文書

μ
　

μ

典

妙 法寺記

赤 ・上 旧記

μ

μ

近 代 郷 土 誌 年 表

赤・上 旧記

μ
　

μ

中宿文書

μ

門屋文書俵屋文書//

//

玉理軒文言

北殿区有文書

玉理軒　 μ

り
だ有

書
区
文

屋
殿
屋

門
北
門

上伊那誌

門屋文書

中宿文書

北 殿区有文書

玉 理軒文 書

北殿区有文書

丸山家文書

北殿区有文書

//

//

μ

//

μ

μ
　

μ

μ

μ
　

μ

//

//

//
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μ
　

μ

μ

μ

大宗 館文書

北 殿区有文書

大宗 館文書

北殿区有文書

大宗 館文 書

が
　

り

り
　

μ

//

μ
　

μ

門屋文書

大宗 館文書

来朝軒文書

大宗 館文書

//

μ
　

が

μ
　

り中宿文書

μ

７月大 旱ばつ　所 々で雨乞い

稲に害虫発生凶作

１月天然痘流行人心不安米価騰貴

作方不熟

１月麻疹流行浅間山噴火 （5/26 ・ 9/23）

凶作

旱ばつ　大霜9/6　 引続き永雨 凶作

旱害

日照り続き畑作不良

夏以来雨多く煌発生秋作不 作

７月天候不順 ８月大風雨秋大 凶作

気候不順秋凶作　11月天然痘流行

大風（6/30 ） 大風雨 （8/5～13）凶 作| （天保（

８月大風秋作稀な大 凶作　　　　　　　 飢饉）

６～７月 旱ばつ雨乞い に山に登 る　　

ｆ

天災につき検分に手 心を願 う

作方不熟天然痘流行死者多数

１月天然痘流行　晩霜（4/16，6/4） 大風（5/1）

2 月天然痘流行死者多数

９月天然痘流行　秋作不 作

春天然痘流行　秋コレラ流行

天然痘流行

８月天風雨凶 作　天然痘流行

1791

1794

1796

1800

1803

1807

1813

1818

1820

1825

1833

1834

1835

1836

1877

1878

1843

1864

1848

1850

1851

1856

1866

亥

寅

辰

申

亥

卯

酉

寅

辰

酉

巳

午

未

甲

酉

戌

卯

午

申

戌

亥

辰

寅

寛 政 ３

μ　６

μ　 ８

μ １２

享 和 ３

文 化4

//10

文 政1

μ　３

//　8

天 保4

//5

//　6

μ　 ７

8
9
1
4

／
　

／
　

／

／
　

／
　

／

弘 化 ３

嘉 永1

μ　３

μ　４

安 政 ３

慶 応 ２

注 赤 ・上 旧記 …赤須・上穂旧記録

２
　

災
害

（
凶
作
と
飢
饉
）
の

実

態

江

戸

時

代

の
農

民

は
絶

え

ず

災

害

を

受

け

、

飢

え

に

直

面

し

て

い
た

わ
け

で

あ

る
が

、

凶

作

が

二

大

二
年

続

く

と

大

飢

饉

と

な

り

、

多

数

の
餓

死

者

が

出

た

。

江

戸

時

代

の
三

大

飢

饉

と

い

わ
れ

る

享

保

の
飢

饉

、
天

明

の

飢

饉

、
天

保

の

飢

饉

は

当

地

方

に

お

い
て

も

大

凶

作

で

深

刻

な

飢

饉

で

あ

っ
た

。

資

料

に

よ

っ
て

郷

土

の

凶

作

や

飢

饉

の
実

態

を

見

る

こ

と

に

す

る

。

印
　

享

保

の

飢

饉

享

保

の

飢

饉

は

享

保

一

七

年

二

七
三
三

西

日
本

を
中

心

と

し

た

虫

害

に

よ

る

飢

饉

で

あ

る

。

前

年

の

冬
以

来

天

候

不

順

で

五

～

六

月

に

至

る

ま

で

昼
夜

の

別

な

く

霖
雨

が

降

り

続

き
、

非

常

に

寒
冷

な

状
態

が

続

い

た

。

そ

こ

へ
西

日

本

を
中

心

に

「
大

き

さ
黄

金
虫

の
如

く
、

形

冑

を
帯

び

た

る
に

似

た
」

い

な

ご

が
群

生

し
、

二
俣
の

う

ち
に

稲

数
万

石

を
食

い

つ

く

し

て

広

が

り
、

秋

口

か

ら
深

刻

な
飢

饉

に

陥

り
西

国

よ

り
大

阪

辺

ま

で
餓

死

す

る

も

の
数

を

知

れ

ず

と

い

う

状

能
Ｊ
に

な

っ

た

。

ま

た
米

価

は
石

当

た

り
銀

五
〇

～

六
〇

匁

か

ら

倍
余

の

ニ

ーＯ

～

一

三
〇

匁

に

高

騰

し
、

翌

一

八
年

正

月

に

は
江

戸

の
窮

民

二

大

二
〇

〇

〇

人

が
米

屋

打

ち
壊

し

を
始

め

る

ほ

ど
に

そ

の
波

紋

が

広

が

り
、

飢

民

は
幕

府

頷

、

藩

領

合

わ
せ

て
二

六
四

万

人
、

餓

死

者

一
万

三

〇

〇

〇

人

、

死

馬

一
万

四

〇

〇

〇

匹

と

伝

え

ら

れ

た

大

飢
饉

で

あ

る

。

当

地

方

で

の
実

態

に

つ

い

て

は
比

較

的

資

料

の
残

っ
て

い

る
田

畑

村

に

つ

い
て

こ

れ

を
見

よ

う

。

享

保

一
五

年

は

一
般

に

豊

作

で

あ

っ
た

が
、
田

畑

村

で

は

日

照

り

に

よ

っ
て

畑

作

が

不

作

で

あ

っ

た

。
翌

二
（

年

の
麦

作

も
不

作

と

な

り

、

同

年

四

月

村

人

は
た

ま

り
兼

ね

て
次

の
よ

う

な

願

い
書

を

江

戸

奉

行

所

へ
出

し

て

い
る

。

田
畑
村

は
前

々
か
ら
御
訴
え
申
し
上
げ
て
来
た
通
り
畑
方
が
多
く
、
そ
の
畑

の
内
半
分

は
原
畑
で
一
毛
作
し

か
で
き

ず
百
姓
渡
世

の
困
難
な
村
で
あ

る
と
こ
ろ
に
、
昨
夏

の
大
日

照
り
で
畑
作

の
大
豆
・
粟
・
稗

が
焼
枯

れ
に
な
り
百
姓
夫
食
が
無
く
難
儀
に
な
り
訴
え
申

264
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し
上
げ
ま
し
た
が
、
定
免

で
あ
る
こ
と
で
年
貢

率
を
下

げ
て

も
ら
う
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
れ
で
農
具
や
道
具
を
質
物
に
お
い
て
御
年
貢
を
上
納
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

野
山
に
あ
る
葛
の
根
を
掘
り
原

に
あ
る
菊
菜
を
つ
ん
で
飢
命
を
つ
な
ぎ
麦
作
が
稔
る
の
を

待

ち
兼
ね
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
麦
作
が
冬
の
大

雪
降
り
で
野
ぼ
い
軽

土
の
畑
の

麦
は
雪
腐
れ
に
な
り
、
少
し
も
稔
ら
な
い
の
で
飢
死
を
す
る
百
姓
が
大
勢
ご
ざ
い
ま
す
。

御
慈
悲
を
も
っ
て
百
姓
が
取

続
き
出
来
ま
す
よ
う
御
救

い
下

さ
い
。

（
門
屋
文
書
）

注
　
菊
菜
＝
ま
っ
む
し
草

こ

の

よ

う

に

前

年

の

畑

の

秋

作
、

本

年

の

麦

作

の
不

作

に

遭

い
飢

に

苦

し

み

な

が

ら

も

稲

作

に

期

待

を

つ

な

い
で

生

活

を

し

て

い
た

。

と

こ

ろ

が
、

五

月

一
四

日

か

ら

六

日

間

大
雨

が

降

り

続

き
天

竜
川

が
大

洪

水

に

な

っ

た

。

そ

の

た

め

沖
川

原

を

中

心

と

し

て
石

高

で

八

九
石

、

面

積

で

六

町

八
反

ほ

ど

が
川

欠

け

や
石

砂

入

り

に

な

る

と

い
う
大

被

害

を

受

け

た

。

こ

れ

は
田

畑

村

に

と

っ
て

は

一
大

事

で

村

役

人

は

さ

っ
そ

く

御

普

請

奉

行

あ

て

流

失

普

請

箇

所

を

報

告

す

る

と

共

に

夫

食

の

拝

借

を

願

い
出

た

。

…
…
沖
川
原
耕
地
残
ら
ず
御
田
地
流
失
仕
り
候
処
に
、
当
麦
作
の
儀
も
出
穂
の
最
中

永
雨

に
て
皆
損
に
罷
り
成
り
、
当
今
よ
り
夫
食
御
座
無
く
侠
。
飢
に
及
び
候
仕
合

い

に

御

座

候
。

夫
食
拝
借
仰
せ
付
け
ら

れ
下
し
置

か
れ
侠
様
に
願

い
奉
り
候
。

右
御
注
進

の
為
申
し
上
ぐ

べ
く
書
付
け
を
以
て
訳
申
し
上
げ
候
以
上
。

享
保
十
六
年

亥

五

月

御
普
請
奉
行

一
柳
仁
右
衛
門
様

大

野

平

蔵
様

信
州
伊

那
郡
田
畑
村
　

名組同年

主
　

五

左

衛

門

頭
　

勘
　

太
　

夫

勘

右

衛

門

寄

庄

左

衛

門

儀
　

兵
　

衛

次

右

衛

門

百
姓
代
　

弥
惣
右
衛
門

全

理
軒
文
書
）

洪

水

が

去

っ
た

後

は

、
今

度

は
異

常

な
旱

ば

つ

と
台

風

に

見

舞

わ

れ

た

。
同

年

の

年

貢

割
付

け

状

の
中

の

水
旱

風

損

引

き

が

二

九

六
石

八
斗

余

と
村

石

高

の
四

六

％

に

な

っ
て

い
る

と

こ

ろ

を

み

れ

ば

か

な

り

ひ

ど

い
被

害

が

あ

っ

た

こ

と

が

わ

か

る

。翌

一

七

年

四

月

、

奉
行

所

よ

り

困

窮

の

訳

を

尋

ね

て

き

て

お

り

そ

れ

に

対

す

る

田

畑

村

の

返

答

書

か

お

る

。

そ

の
中

の

第

二
項

に

次

の

よ

う

に

書

い
て

あ

る

。

当
年
別
け
て
困
窮
の
儀

は
、
去
る
亥

年
終

に
覚
え
申

さ
ず
催
大
出
水
仕

り
、
田
畑

悉
く

川
欠
け
当
流
れ
に
罷

り
成
り
、

剰

え
両

度
の
旱
損
風
損
仕

り
百

姓
飢

に
及

び
申

し
候

。

こ
れ
に
依
り
御
拝
借
村
々
願
い
奉

り
去
る
九
月
籾
御

地
借

り
候
故

に
只
今
迄
身
命

送
り
罷

り
在
り
候
処
、
最

早
耕
作
に
指
し
掛
り
候
得
共
夫
食

一
切
御
座

無
く
催

。
当
分
誹
根

を
掘

り
食
物
に
仕
り
罷

り
在
り
候
得
ば
新
作
仕
付

け
申
ナ
カ

も
御
座
無
く
候
事
。

宝

理
軒
文

書
）

こ

の
よ

う

な

状

態

の

と

き

に

享

保

一

七

年

の

本

格

的

な

飢

饉

の

年

に

な

っ
た

の

で

あ

る

。

こ

の
地

域

で

ど

の
程

度

の
煌

害

が

あ

っ
た

の

か
不

明

で

あ

る

が

、

実

は

煌

害

は

少

な

く

て

他

の

原

因

に

よ

る

凶

作

の

方

が

主

で

あ

っ
た

と

考

え

ら

れ

る

。

こ

の
年

も

麦

作

は

霖

雨

と

冷

気

の

た

め
不

作

で

あ

り

、

秋

作

も

か

ん

ば

し

く

な

か

っ
た

が

、

そ

れ

に

も

増

し

て

飢

饉

の
惨

状

を

招

い
た

原

因

は

、

西

日

本

を

中

心

と

し

た

食

糧

不

足

が

、

全

国

的

に

穀

物

価

格

を
暴

騰

さ

せ

、

こ

れ

が

貧

民

を

飢

餓

に

追

い
込

ん

だ

の
で

あ

る

。

こ

の
よ

う

な

飢

饉

の
と

き

は

、
不

潔

な

も

の
や

時

に

は

腐

敗

し

た

も

の
ま

で

口

に

入

れ

る
こ

と

が

多

い
こ

と

か
ら

疫

病

が

流

行

す

る

こ

と

が

多

く

、

ま

た

、

葛

根

岸

蕨

根

の
み

で

な

く
山

野

の
草

々

木

の
実

を

手

あ

た
り

次

第

に

食

べ
る

こ

と

が

あ

り
、

時

に

は
有

毒

植

物

に

あ
て

ら

れ

た
人

も

多

か

っ

た
よ

う

で

、

享

保

一

八

年

幕

府
は
「
時
疫
流
行
候
節
此
の
薬
を
用
い
て
そ
の
煩
い
を
の
が
る
べ
し
」
と
い
う
解

毒
法
を
示
し
た
文
書
（
上
巻
六
〇
七
頁
参
照
）
を
領
内
各
村
に
出
し
て
い
る
。
い

2 弱
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か
に

農

民

が
悲

惨
で

あ

っ

た

か

が

わ

か

る

。

㈲
　

天

明

の

飢

饉

天

明

の
飢

饉

は
天

明

元

年

二

七
八
一
）
か
ら
天

明

八

年

二

七
八
八
）
に

及

ぶ

全

国

的

な

大

飢

饉

で

あ

り

、

特

に
天

明

二

圭

二
年

の
奥
羽

地

方

の
凶

作

は

ひ

ど

く
百

年

に

も

無

い
凶

作

と

い

わ
れ

、

食

物

は

尽

き

草

根

は

も

と

よ

り

牛

馬

や
犬

猫
、

さ

ら
に

は
死

人

の
肉

ま

で
食

い
、

路
傍

に

餓

死

者

が
続

出

す

る

と

い

う
目

を
覆

う
惨

状

を
呈

し

た

と
記

録

さ

れ

て

い

る

が
、

郷

土

で

は

ど

う
で

あ

っ

た

ろ

う

か

。

天

明

二

年

七
月

に

浅

間

山

の
大

噴

火

が

あ

り
、

そ

の
後

た

び

た

び
大

風

雨

で

秋

五

穀

が

凶

作

と

な

っ

た

の
が

こ

の
地

方

の
飢

饉

の
始

ま

り

で

あ

る

。

天

明

三

年

に

入

る

と

初

春

よ

り
天

候

が
不

順

で

田

植

え

後

ま

す

ま

す

曇

雨
天

が

続

き

冷

気

が

は

な

は

だ

し

く

、

六

月

よ

り

七

月

ま

で

浅

間

山

の
大

噴

火

が

続

き
伊

那

地

方

に

も

降

灰

が

あ

っ

た

。
「

諸

用

書

留

帳

」

孚

桐
屋
文
書
）
と

い

う
古

文

書

に

こ

の

浅
間

山

の

噴

火

を

次

の

よ

う
に

記

録

し

て

い

る

。

六
月

よ
り
七
月
迄
浅
間
山
大
焼

け
に
て
上
州

の
方

へ
砂
石
吹
き
出
し
、
軽
井
沢
よ
り
坂

本

の
宿

は
家
も
数

々
焼
け
候
由
、
作
毛

は
砂
石
に
埋
ま
り
て
一
切
御
座
無
く
候
山
。
軽
井

沢
よ
り
坂
本
迄
其

の
近
辺
は
砂
に
て
埋
ま
り
候
所
五
尺
程
ず

つ
有
る
由
、
浅
間
山
焼
け
候

節
は
此

の
谷

（
伊
那
谷
）
　一
面
に
煙
吹
き
込
み
朧
月
夜

の
ご
と
く
な
几

焼
け
盛
り
候
節

は
鳴
音
天

地
に
ひ
び
き
申
し
候
。

ま

た

、
当

地

一
〇

か
村

が

飯
島

役

所

へ

提
出

し

た
夫

食

拝

借

願

の
中

に

「

六
月

末

よ

り

浅
間

山

厳

し

く

鳴

り
渡

り
、

其

の
上

焼

け
出

し
候

故

煙

吹

き
来

た

り

生

い

立

ち
候

盛

り

の
諸

作

に

か

か

り
申

し

候

故

、

就

中

畑

作

諸

作

甚

だ
凶

作

に

罷

り
在

り

候

内

、

彼

岸

よ

り

大

霜

折

々
降

り

申

し

候

に

付

き

至

っ

て
諸

作

実

成

り
不

熟

仕

り

立

枯

れ

同

様

に

罷

り

成

り
」
、

と

記

し

て

い
る

。

こ

れ

ら

の

記

録

に

よ

っ

て
こ

の

年

の

浅

間

山

噴

火

が

い
か

に

大

規

模

な

も

の
で

あ

っ
た

か
を

知

る
こ

と

が

で

き

る

が

、

な

お

こ

の
年

の
八

月

二

四

目

（
旧
暦
）
に

は

雪

が

降

る
と

い
う

異

常

気

象

で
田

畑

共

凶

作

に

な

り

、

特

に

田

は

四

分

通

り

の
作

柄

で

あ

っ

た
。
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こ
の
た
め
穀
類

の
価
格

は
し

だ
い
に

高
騰

し
、
「
米
は
壱
両
に

付
き

七
斗
よ
り

五
斗
五
升

ま
で
、
大
麦
壱
両
に

つ
き
壱
石
壱
斗

よ
り
壱
石

ま
で
、
粟
は
壱
両
に
壱

石

上
り
九
斗

ま
で
、
稗

は
壱
両
に
付
き
五
俵
半
よ
り
五
俵
ま
で
、
大
豆
は
壱
両
に

付
き
壱
石
壱
斗
よ
り
壱
石
ま
で
、
小
豆
は
壱
両
に
付
き
八
斗
ま
で
、
干

葉
は
百
文

に

つ
き
三
連

ず
つ
、
古
干
葉
は
百
文
に
五
連
、
高
遠
頷
並

び
に
川
東
郷
に
て
は
蕨

の
根
、
葛
根
、

ど
ん
ぐ
り
、
と
ち
な
ど
を
朝
夕
の
食
物
に
い
た
し
暮
し
申
し
候
。

穀
類
上
州
・
甲
州
・
当
国

に
て
諏
訪
・
佐
久
・
木
曽
路
へ
引

き
候
故

一
日
の
内

に

も
穀
相
場
く
る
い
申
し
候
」
（
前
掲
千
桐
屋
文
書
）
と
記

し
て
い
る
。

前

記
の
夫
食
拝
借
願

い
は
貧
し
い
農
民

た
ち
の
窮
状

を
見

か
ね
、

か
つ
彼

ら
の

強

い
要

求
に
基

づ
い
て
神
子
柴
・
田
畑
・
北
殿
・
塩

ノ
井
・
久
保
村
等
一
〇

か
村

が
、
天
明
四
年
正
月
に
飯
島
役
所
に
提
出
し

た
も

の
で

あ
る
が
、
そ

の
内
容
を
見

る
と
天
明
三
年

の
不

順
な
天
候
及

び
浅
間
山
噴
火
に
よ

る
大
凶
作

の
実
態
を
述
べ

た
後
「
当
（
注
天
明
四
年
）
夏

麦
作
が
実

の
り
候
ま
で
御
慈
悲
を
以

て
何
卒
当
正
月

よ
り
五
～
六
月
迄

の
間
、
宗
門
人
別
一
人
に
付
き
一
日
稗
壱
升
五
合
程
宛
夫
食
拝

借
仰
せ
付
け
下

し
置

か
れ
候
様
に
幾
重
に
も
願

い
上
げ
候
。
さ
も
御
座
無
く
候
て

は
当
年
一
作
開

く
べ
き
手
段
も
御
座
無
く
難
儀
仕
り
候
間
、
一
同

御
救

い
願

い
上

げ
奉
り
候
・
こ

と
歎
願

を
し
て

い
る
。
こ
れ
に
関

連
し
て
、
北

殿
村

の
「

飢
人
夫

食
願

小
前
書
上
帳
」
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て

い
る
。



（
表
紙
）

天

明

四

年

辰

閏

正

月

飢
人
夫
食
願
小
前
書
上
帳

伊
那
郡
箕
輪
　

古
料
北
殿
村

総
人
数
弐
百
拾
九
人
　
　

内
六
五
人
助
け
合
い
を
以
て
取
り
続
き
申
し
候
分

こ
れ
を
除
く

一
飢
人
数
百
五
拾
四
人
　

内
男
五
拾
五
人
女
九
拾
九
人

内
弐
拾
五
人
拾
五
歳
以
上
六
拾
歳
以
下

の
男
入

る

一
家
内
弐
大

（
内
男
一
人
女
一
人
）

高
九
石
四
斗
三
升
五
合
　
　
　
　
　
　
　

勘
　

之
　

丞
図

一
家
内
女
壱
大
　
　
　
　

高
弐
石
弐
斗
三
升
　
　
　
　
　
　
　
　
　

古
　
　
　

紀
⑩

一
家
内
女
壱
大
　
　
　
　

高
三
石
九
斗
九
升
四
合
　
　
　
　
　
　
　

ひ
　
　
　

さ
⑩

一
家
内
弐
人

（
内
男

一
人
女
一
人
）

高
三
石
弐
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
　
　
　

吉
図

一
家
内
男
壱
大
　
　
　
　

高
六
石
九
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠
　

五
　

郎
⑩

一
家
内
三
人

（
男
一
人
女
二
人
）

高
三
石

九
斗
三
升
　
　
　
　
　
　
　
　

仁

右

衛

門
⑩

一
家
内
男
壱
大
　
　
　
　

高
拾
石
九
斗
五
升
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久

右

衛

門
⑩

（
中
間
三
五
戸
分
省
略
）

一
家
内
四
人

（
男
二
人
女
二
人
）

高
拾
石
五
斗

七
升
　
　
　
　
　
　
　
　
　

団
　
　
　

蔵
⑩

一
家
内
女
壱
大
　
　
　
　

高
壱
石
九
斗
壱
升
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
　
　
　

助
⑩

一
家
内
弐
大

（
男

一
人
女

一
人
）

姿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高

七
石

八
斗
二
升

八
合
　
　
　
　
　
　
　

利
　
　
　

介
図

の
　
　

右
別
紙

を
以

て
願

い
上
げ
奉

り
候
通
り
当
時
飢

に
及

び
候
間
願

い
の
通

り
夫
食
拝
借
仰
せ

村
　
　

付

け
ら
れ
候
様
に
仕
り
度
く
こ
れ
に
依
り
小
前
帳
を
以

て
願

い
上

げ
奉

り
侠
以

上
。

節
　
　
　

天
明

四
年
正

月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
　

主
　

弥

次

兵

衛

１２
　
　
　
　

平
岡

彦
兵
衛

様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
　

頭
　

久

左

衛

門

飯
島
御
役

所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百

姓
代
　

三
　
郎
　

次

（
千
桐
屋
文
書
）

こ
れ
に
よ
る
と
当
時

の
北
殿
村

の
古
料

の
総
人
数
は
ニ

ー
九
人
で
、
こ
の
う
ち

六
五
人
は
お
互

い
の
助
け
合

い
に
よ

っ
て
何
と
か
生
活
が
続
け
ら
れ
て

い
る
の
で

こ
れ
を
除
き
、
残
り

の
一
五
四
人
は
夫
食
を
拝
借
し
な
く
て
は
取

り
続
き
が
で
き

な

い
者
と
し
て
、
四
五
戸

の
家
内
人
数
と
石
高
及
び
戸
主
名
を
記
載
し
て

い
る
。

こ

の
中
に
は
石
高
が
五
石
未
満

の
貧
農
層
が
圧
倒
的
に
多

い
が
、
中
に
は
石
高
一

〇
石
以
上

の
農
家
が
九
戸
含
ま
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
当
時

の
経
営
と
し
て
は
中
堅

農
家
と
考
え
ら
れ
る
も

の
で
あ

っ
て
、
こ

の
階
層
ま
で
が
夫
食
を
拝
借
し
な
け
れ

ば
生
き
て

い
け
な

い
と

い
う
こ
と
は
、
こ

の
時

の
凶
作
が

い
か
に
ひ
ど

い
も
の
で

あ

っ
た
か
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

穀
物
価
格

の
高
騰
は
蓄
え

の
な

い
時
買

い
（
升
買
い
と
も
い
わ
れ
た
）
の

貧
民
た

ち
に
と

っ
て

は
大
き
な
打
撃
で

あ
っ
た
。
天
明
四
年

の
「
箕
輪
郡
中

申

し

定

め

書
」

の
中
で
定

め
ら

れ
た
当
時

の
且

雇
上
男

の
一
日

の
日
当
は
銭
六
四
文
と
な

っ

て

お
り
、
当
時

の
米
価
が
金
一
両
］（
銭
六
二
〇
〇
文
ほ
ど
）
に

つ
き
米
七
斗
な
ら
、

一
日

の
日
当
で
買
え

る
量
は
七
合
、
一
両
に

つ
き
米
五
斗
に
な
れ
ば
五
合
し

か
買

え
な

い
こ
と
に
な
る
。
こ

の
た
め
天
明
四
年
二
月
と
四
月

の
二
回
、
飯
島
代
官
所

は
穀
物
価
格
抑
制

の
処
置
を
と
る
よ
う
触
書
を
出
し
て

い
る
。
四
月

の
触
書
は
次

の
よ
う
で

あ
る
。

諸
国
共
近
年
米
穀
高
値
に
こ
れ
有
り
候
上
、
別
け
て
去
年
以
来
値
段
引
き
上
げ
軽
き
者

共
難
儀
に
及

び
候
趣
相
聞
き
候
に

つ
き
米
商
売

の
者
は
勿
論
、
其

の
筋
渡
世
致
さ
ざ
る
も

の
に
て
も
不
相
当

の
石
数
買

い
な
ど
候
儀
致
す
間
敷
く
候
。
其
外
町

々
在

々
の
者
共
銘
々

当
年
新
穀
出
来
迄
取

り
続
く

べ
き
手
当
て

の
外
余
け

い
の
米
穀
囲

い
置

か
ず
、
其

の
土
地

は
申

す
に
及

ば
ず
他
国
へ

の
売
り
出
し
侯
様

い
た
し
、

並
び
に
諸
国

の
廻
米
道
売
り
道
買

い
等
決
し
て
致

す
間

敷
く
候

。
若
し
他
国

の
難
儀

を
も
顧
み

ず
余
け

い
の
米
穀
買

い
置
き

候

も
の
こ
れ
有
る
に

お
い
て
は
吟
味

の
上
御
仕
置

き
申
し
付
く

べ
く
、
且

つ
ス
願

い
の
儀

等
其
の
筋
へ
申
し
立
て
ず
此
の
度
申

し
渡

し
に
乗

じ
大
勢
徒
党
を
集

め
在
所

の
人
家
を
打

2 卵
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ち
壊
し
其

の
外
理
不
壷

な
る
儀
等

い
た
す
に
お

い
て
は
、
是
又
吟
味
の
上
御
仕
置
き
申
し

付
く

べ
く
候
間
、
所
役
人
五
人
組

の
者
共
申
し
合
い
心
を
付
け
右
鉢

の
者
こ
れ
有
る
に
於

て

は
早
速
其

の
筋

へ
申
し
出

ず
べ
く
、
若
し
等
閑
な

る
儀
こ
れ
有

る
は
一
同
曲
事
た
る
べ

吉
事
。

右

の
通
り
諸
国
御
料
所

は
其

の
所

の
奉
行
、
御
代
官
、
御
預
り
所
、
私
領
は
領
主
地
頭
よ

り
町
々
在

々
浦

々
迄
洩
ら
さ
ざ

る
様
急
度
申
し
渡
す

べ
く
候
。

右
の
趣
相
触
れ
ら
る
べ
く
候
以
上
。

天

明
四
年
四

月

（
大
和
手
文
書
）

天

明

五
年

に

至

っ
て

穀

類

は

ま

す

ま

す

払

底

し

、

そ

の
価

格

怯

局
騰

し

、
当

地

で

も
穀

類

の

津
留

め

が
行

な

わ

れ

た

。
（
上

巻

六
〇

〇

頁

参

照

）

伊

那

地
方

で

も

所

々

で
施

米

が
行

な

わ

れ

た

が
、

そ

れ

で

生

活

が

で

き

る

わ

け

で

な

く
、

食

を
得

る

た

め

旅
に

出

る

も

の

が
続

出

し

た

と
記

録

さ

れ

て

い
る

。

㈲
　

天

保

の

飢

饉

天

保

の
飢

饉

は
、

天

保

七
年

二

八
三
六
）
の

全
国

的

飢

饉

を

い

う

が
、

こ

れ

よ

り
先

天

保

四

年

の
犬

凶

作

、

天

保

五

～

六
年

の
凶

作

と

三

年

続

き

の
凶

作

の
上

に

引

き
続

き

起

こ

っ

た
大

凶

作

に

よ

っ

て
大

飢

饉

と

な

っ

た
も

の
で

あ

る

。

天

保

四

年

の
凶

作

は
こ

の
地

方

で

は
大

凶

作

で

「
凶

年

違

作

日

記

」

に

は
次

の

よ

う

に

記

録

さ

れ
て

い

る

。

五
月
十
六
・

七
日
よ
り
天
気
悪
く
大
雨
に
は
こ
れ
無
く
候
え
共
、
日
々
雨
降
り
六
月
土
用

に
至

れ
ど
も
陽
気
甚

だ
冷
し
く
、
日
々
雨
気
止
ま
ず
し
て
土
用
中
に
て
も
袷
物
を
着
し
耕

作
を
致
す
陽
気
な
り
。
土
用

の
内
に
天

気
快
晴
は
六
月
三
日
と
同

十
五
日
の
二
日
な
宍

そ
れ
故
に
大
小

の
麦
甚
だ
後
れ
、
土
用
明
け
候
て
も
稲
穂
少
し
も
出
ず
漸
々
二
百
十
日

の

頃
に
穂
追

々
出
申
し
候
。
二
百
十
目
を
打
ち
過
ぎ
て
彼
岸
に
至
れ
ど
も
実
の
り
は
少

し
も

こ
れ
無
く
、
尤
も
彼
岸
前
に
五
～
六
日
天

気
宜
敷
き
ゆ
え
田

方
大

き
に

直
り
候
様
に
存

じ

候
処
に
彼
岸
中
至
っ
て
冷

し
く
、
綿
入
れ
物
を
着

し
て

も
朝
夕

は
浚

ぎ
難

き
様
子

な
り
。

そ
れ
故

に
田

畑
共

実
の
り
は
一
向
こ
れ
無
く
田
畑

は
残

ら
ず
青

立
ち
と
相
成

り
申
し
候

。

…

…
九
月
に
至
り
畑

方
諸
作
取

り
上
げ
侯
処
、
平
均

に
て
は
四
分
位
よ
り
五
分
位
こ

れ
有

り
と

い
え
ど
も
、
凶

作

の
取
実
故
掲
あ
げ
に
て
は
弐
分
位

に
も
ま
い
り
兼

ね
候

。
九
月

七

日

八
日
大
霜
に

て
稲

の
見
え
殊

の
ほ

か
悪
し
く
相
成
り
申
し
候
是
迄

は
田
方

は
六
分
位

の

取
実

は
あ
る
べ
き
様
に
存

じ
居

り
候
処
、
以
て

の
外
悪
し
く
相
成
り
申
し
候

。
か
様
な

る

年

は
霜

の
降

ら
ざ
る
前

と
は
格
外
に
違

う
も

の
と
相
見
え
申
し
候

。
其

の
上
又

々
十

七
日

の
夜
霜

に
て
猶
又
見
場
悪
し

く
相
成

り
候

。
（
中
略
）
十
月

の
初
よ
り
稲
取
り
揚
げ
に
相

掛

り
、
最

初
は
平
均
半
毛

は
こ

れ
有

る
べ
き

と
存

じ
候
所
、
中
に

は
極
く
宜
し
き
も

の
は

五

・
六
分
位

の
も
の
も
適
々
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
悪
し
き

は
壱
分
弐
分
又
は
三
四
分
位

の

取
実

な
り
、
其

の
上
す
り

は
弐
合
す
り
よ
り
三
合
す
り
位
と
相
成
り
誠
に
地
主
小
作
共
に

難
儀
至
極

の
次
第
也

。

此

の
節
穀
相
場
米
両
に
五
斗
、
大
麦
両
に
壱
石
、
粟
両
に
八
斗
、
大
豆
壱
石
壱
斗
、
小
麦
六

斗
、
蕎
麦
壱
石

七
斗
な
り
。
此

の
節
皆
人
山
野
に
出
て
野
老
・
葛
根
・
わ
ら
び
・
ほ
ど
・

牛
旁
葉
を
集
め
る
人

夥

し
く
、
野
老
は
毛
を
去
り
蕎
麦
殻

の
あ
く
に
て
ゆ
で
そ
れ
を
よ

く
揚
き
二

∴
二
日

も
水
に
ひ
た
し
て
あ
く
を
去
り
、
干

し
揚

げ
て
わ
り
と
な
し
飯
に
致

す

な
り
…
…
。

（
『
県

史
資
料
第

四
巻
』
）

こ

の

大

凶

作

の

た

め

、
松

本
御

預

り

と

な

っ

て

い

る
伊

那

郡

の

三

二

か
村

は

一

○

月

に
松

本

御

役

所

へ

歎

訴

状

を
出

し

て

い

る

。

そ

の

歎

訴
状

の
大

要

は
次

の

よ

う

で

あ

る

。

近

年
田

畑
不
熟

で
連

々
難
渋

の
と
こ

ろ
、
当
年

の
麦
作

は
春
雪

の
消
え
が
遅
く
根
腐
れ
に

な
り
、
そ
の
上
余
寒

が
強

く
過
半
が

立
ち
枯

れ
て
収
穫

は
至

っ
て
少
な
く
、
そ

の
上
夏

中

雨
天
冷
気
勝

ち
に

て
八
月

一
日
に

は
大
風
雨
が
吹
き
荒

れ
、
毎
朝
霜
同
様

の

寒

露

が

あ

几

九
月

六
日

七
日
に

は
大
霜
に
て
大
凶
作
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
驚
い
て
検
見
を
お
願

い
し

た
と
こ

ろ
御
慈
悲
を
も

っ
て
破
免
を
御
許
し
下

さ
リ
有
難
い
次
第
で
あ
り
ま
す
。

然

る
と
こ
ろ
粟
稗
な
ど
畑
方

の
儀
は
か
な
り
の
実
入
り
と
思
わ
れ
て
い
た
の
が
こ
れ
も
意

外

の
凶
作
と
な
り
、
小
前

の
百
姓
共
は
こ
れ
も
検
見
受
け
を
申

し
出

て
き
ま
し
た
。
け
れ

ど
も
、
検
見

の
た
め
に
秋
麦
の
作
付

け
が
遅

れ
来
年

の
麦
作

が
不
作
に

な
っ
て
は
一
大

事
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と
検
見
願

い
を
抑
え
て
お
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
実
際
取
り
揚
げ
て
み

る
と
天
明
度

の
凶

作
よ
り
取
実

が
少

な
い
状
態
で
あ
り
、
畑
作
物

は
元
来
百
姓

の
夫
食
で
あ

る
の
で
こ

の
よ

う

な
凶
作
で

は
草
木

の
実
葉
等

ま
で
大
食

の
足
し
に
し
て
も
取
り
続
き
が
覚
束
な
い
状
態

で
あ
り

ま
す

か
ら
、
畑
方

の
方
も
先
年

の
凶
作

の
時

の
よ
う
に
御
破
免
御
検
見
取
り
に
し

て

い
た
だ
き
た

い
。
尚
石
代

の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
米
の
相
揚
が
百
年
に
な
い
高
値
段

で
こ
れ
で
は
折
角
御
破
免
で
免
下
げ
し
て

い
た
だ

い
て
も
、
貢
納
金
額
は
減
ら
な
い
ば
か

り

か
却

っ
て
高
く
な

っ
て
し
ま
う
の
で
、
文
政
六
年
よ
り

Ｉ
〇
か
年

の
平
均
値
段
で
納
め

る
よ
う
に
し
、
さ
ら
に
、
半
額

の
納
期
は
来
年
七
月

の
麦
の
収
穫
後
ま
で
延
期
し
て
戴
き

た

い
。

（
門
屋
文
書
）

天

保

五

年

も

秋

作

が

凶

作

に

な

り

、

一

一

月

に

は
天

然

痘

が

流
行

し

た

。

六
年

に

は

、

六

月

三

〇

日

の

大

風

、

八

月

五

～

一

三

日

の

大
風

雨

で

大

木

が
倒

れ

る

ほ

ど

の

強

風

が

吹

き

農

作

物

に

も
大

き

な
被

害

が

あ

っ
た

。

三
年

連

続

の
凶

作

の

た

め

世

上

が

し

だ

い
に

騒

が

し

く

な

っ
て

き

た

。

こ

の

よ

う

な

状

勢

の
中

で
天

保

七

年

の

大
凶

作

に
見

舞

わ

れ

た

の

で

あ

る

。

天

保

七
年

の
凶

作

の
実

態

は

再

び
前

掲

の

「
凶

年

違

作

日
記

」

に

よ

れ

ば
次

の

よ

う

で

あ

る

。

五
月

山
の
口
よ
り
仕
付

け
の
頃

に
相
成

り
日

々
雨
天

の
み
に

て
快
晴

の
日

は
少

な
く
冷
気

勝
ち
故
、
大
小
麦

に
赤

そ
ぶ
着

き
誠

に
実

の
り
こ

れ
な
く
、
取

り
揚
げ
候
所
前
代
未
聞

の

違
作

に
て
小

麦
は
種
に
致

し
候
程

も
漸
々
取

れ
候
程

の
仕
末

な
り
、
大
麦

は
五
六
分
位

は

こ

れ
有

り
候
得

ど
も
実
入
り
甚

だ
悪

し
き
故
掲

は
三
分
位

な
り
。
引
き
続
き
違
作

の
後
、

麦

な
ど
の
貯
え

と
て
も
こ

れ
無
く
麦

の
出
来
を
相
待
ち
居
り
候
処
、
格
別

の
違
作
故
世
上

一
統

の
な
げ

き
大
方

な
ら

ず
穀
物

な
ど
万
事
高
値
に
相
成
り
六
月
下
旬
米
両
に
七
斗
、
大

麦
両

に
二
大

二
俵

、
小
麦

は
両
に
六
斗
、
稗
両
に
五
俵
位
に
相
成
り
候
。
六
、
七
、
八
月

共

々
に
雨
降

り
続

き
快
晴

の
日
と
て

は
壱

か
月

の
内
に
漸

々
ご
了

四
日
も
こ
れ
有

る
ば
か

り
な
り
。

（
中
略
）
・：
畑
方
は
取
り
上
げ
候
蕎
麦
は
種
に
致
す
程
も
な
く
漸
く
一
反
歩
の
畑
に
て
弐

斗
位
取

れ
申
し
候

。
粟

は
弐
分
位

の
取
実

な
り
。
油
荏
も
同
断

な
り

。
大
豆
、
稗
は
四
分

～
五
分

の
取
実

な
り
。
其

の
上
菜
・
茄
子
・

さ
さ
げ
・
さ
え

ん
物
一
統
大
違
い
な
り
。
栗

・
柿

・
桃

な
ど
に
至

る
迄
実
入
り
こ

れ
無
き
次
第
故
穀
相
場
殊

の
外
引
き
上
げ
米
両
に
四

斗
弐
三
升
、
粟
両
に

八
斗
、
稗
四
俵
、
大
麦
弐
俵
位
な
り
・：
（
中
略
）
…
誠
に
夏

皮
作
り

よ
り
秋
田
畑

は
申
す
に
及

ば
ず
野
菜
其

の
外
木

の
実
に
至

る
迄
も
少
し

の
実

の
り
こ
れ
な

く

、
数
百
年
来
申
し
伝
え
に
も
こ

れ
無

き
程

の
大
凶
作
故
上
下
共
あ
き
れ
果
て
候
ば
か
り

な
り
、
と
て
も
露
命
を
繋
ぐ

べ
き
と
思
う
者

は
御
座
無
き
次
第

な
り
。
去

る
巳
年
（
四
年
）

さ
え
大
凶
作
と
存

じ
候
処
、
夫
礼
に
引
き
加
え
当
年
は
巳
年

の
半
減

の
取
実
も
な
く
、
其

の
上
巳
年
に

は
古
穀
も
銘

々
少

々
宛

は
所
持
致
し
候
得
共
、
失
よ
り
引
き
続
き
候
故

古
穀

所
持

の
者
は
少
し
も
御
座
無
く
誠
に
何
を
以
て
来

る
酉

の
作
徳
ま
で
命
を
つ
な
ぐ

べ
き
や

と
あ
き
れ
は
て
、
山
野
に
葛
根
、
と
こ
ろ
（
野
老
）
類
を
取

り
集
め
る
心
も
な
く
皆

人
薄

氷
を
踏
む
が
如
く
只
菊
然
と
し
て
居
た
り
け
り
。
心
得
方
こ
れ
有
り
候
者
は
山
野
へ
出
て

色

々
の
品
を
集
め
る
と
い
え
ど
も
、
去
る
巳
年
葛
根
、
野
老
も
掘
り
尽
し
儒
故

一
向

こ
れ

無
く
恐
ろ
し
き
大
飢
饉
故
皆
人
類
難
筆
に
つ
く
し
が
た
し

（
『
県
史

資
料
第
四
巻
』
）

天

保

八
年

に

な

る

と
米

価

は

ま

す

ま

す

騰
貴

し
正

月

に

は

金

一
両

に

米

三
斗

二

升

、

二

月

に

は

二
斗

八
升

、

四

月

に

は

二
斗

四
升

に

な

っ

て

お

り
、

所

々

で
米

の

廉

売
又

は

施
米

が
行

な

わ

れ

た

よ

う

で

あ

る

。

こ

の
年

の
天

候

は

一
転

し

て
干

ば

つ
に

見

舞

わ

れ

各

所

で
雨

乞

い

が
行

な

わ

れ

て

い

る

。
村

内

で
も

雨

乞

い

の

た

め

西

駒
ヶ

岳

登

山

が
行

わ

れ

た
記

録

「
駒

ヶ

嶽

詣

で
」

が
残

っ

て

い

る

。

天

保

八
年

は
旱

ば

つ
に

見

舞

わ

れ

た

が
、

作

柄

は

一
般

に

良

好

で

新

米

が

出

回

る

よ

う
に

な

る

と
米

価

は
下

降

し

九
月

二

日

に

は

一
両

に

米

五

斗

、

五

日

に

は
六

斗

と

な

り
天

保

の
飢

饉

も
し

だ

い
に

お

さ

ま

り
を

み

せ

て

い

る

。

こ

の
飢

饉

に

お

い

て
当

地

に

ど

の
程

度

の
餓

死

者

が

出

た

か

は
資

料

が

な

く

明

ら

か
に

出

来

な

い
が

、

こ

の
こ

ろ

は
村

々
に

備

荒

貯

蓄

が

行

な

わ
れ

る

よ

う

に

な

っ

て

お
り

、

そ

れ
が

か
な

り

有

効

に

働

い

た
も

の
と

思

わ
れ

る

。

３
　

凶

作

・
飢

饉

の

対

策
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江

戸

時

代

に

と

ら

れ

た
凶

作

や
飢

饉

に

対

す

る
対

策

は
、

平

時

の
対

策

と
応

急

対

策

と
に

分

け

て

考

え

る

こ

と

が

で

き

る

。

剛
　

平

時

に

お

け

る

対

策

ア
　

貯
　
　
　

穀

平

時

に

お

け

る
凶

作

・

飢

饉

の

対

策

に

は

貯

穀

や

救

荒

作

物

の

栽

培

が

あ

げ

ら

れ

る

。

貯

穀

に

は

郷

蔵

・

三

倉

へ

の

貯

穀

、
城

米
囲

穀

等

か

お

る

。

城

米

と

囲

米

は

幕

府

・

諸

藩

が

城

内

に

貯

蔵

し

た

も

の

で

、

こ

れ

に

は

軍

事

上

の
目

的

や

米

価

騰

貴

に

備

え

て

米

価

調

節

の

た

め

に

、

あ

る

い
は

旗

本
以

下

の
武

士

や

長

民

の
救

済

に

も
用

い
ら

れ

た

。

幕

府

自

身

の
囲

穀

は

江

戸

時

代

初

期

か
ら

行

な

わ

れ

江

戸

・

京

都

・

大

阪

・

堺

・

駿

府

等

の
要

地

に

貯

蔵

し

、

天

保

一
四

年
（
一
八
四
三
）

の
囲

い
高

は

五

五

万

石

に

も

達

し

て

お

り

、

諸

藩

に

命

じ

た
囲

い
米

は
譜

代

大

名

に

軍

事

上

の

目

的

に
行

な

わ

せ

た

も

の

が
多

く
、

一

般
大

名

へ

は
天

和

三
年
　

二

六
八
三
）
に

凶

年

の
備

え

と

し

て

は

じ
め

て

貯

穀

を

命

じ
、

つ

い
で

旗

本

に

も

貯

蓄

さ

せ

た

。

宝

暦

三

年
（
一
七
五
三
）
に

は

高

一
万

石

つ
に

き

１
０

０

０

俵

ず

つ
、

寛

政

元

年
（
一
七
八
九
）
に

は

一

万

石

に

つ
き

五

〇

石

ず

つ
五

加

年

間

囲

穀

す

る

こ

と

を

命

じ
て

お

り

、

天

保

一
四

年

の
諧

藩

の
囲

い
米

は

八

八
万

石

に

達

し

た

。

郷

蔵

の
設

置

は
古

く

は
中

国

の
例

に

な

ら

っ
て

既

に

平

安

時

代

か
ら

始

ま

っ
て

い

る
が

、

江

戸

時

代

に

な

っ
て

全

国

の
郷

村

に

広

く

設

置

さ

れ
る

よ

う

に

な

っ

た

。
初

期

の
う

ち

は
年

貢

米

の
積

み

入

れ
保

管

の
役

割

が

多

く
、

そ

の
後

備

荒

貯

蓄

を
目

的

と

す

る
郷

蔵

が

増

加

し

、

特

に

天

明

飢

饉

以

後

そ

れ

が

顕

著

に

な

っ

た

。幕

府

は
天

明

四

年

の
凶

作

の
経

験

か
ら

五

年

正

月

に

凶

作

対

策

と

し

て

貯

穀

と

救

荒

作

物

の
栽

培

に

つ

い
て

か
な

り

詳

細

な

申

渡

書

を

出

し

て

い
る

。

そ

の
貯

穀

の
項

は
次

の
よ

う

で

あ

る

。

去

々
卯
年
諸
国
共
不
作
、
別
け
て
北
国
筋
は
凶
作
に
て
百
姓
共
飢
饉
に
及

び
、
各
吟
味
伺

い
の
上
夫
食
代
等
拝
借
仰
せ
付
け
ら
れ
も

夥

し
き
義
に
こ
れ
有
り
候
。
然

る
処
一
体
農

家

の
者
共
身
分

の
厚
薄
に
寄
り
雑
穀

の
晶
は
違
い
催
共
、
一
秋
不
作
等
に
て
飢
顔
候
は
中

程

の
義

は
こ

れ
有

る
間
敷
く
、
平
常

の
心
掛
け
に
て
一
年
類
や
半
年
類
の
飢
を
凌
ぎ
候
程

の
手
当
て
調

わ
ざ
る
事
は
有

る
ま

じ
き
や
に

つ
き
、
自
今
は
百
姓
共
一
統
申
し
合
わ
せ
五

穀

の
外
に
も
土
地
に
応

じ
候
物
を
作
り
催
義

は
勿
論
、
木

の
実
、
草

の
根
何
に
て
も
根
に

相
成

り
候
晶

は
、
縦
え
不
用
に
相
成
り
催
迄
も
こ
れ
を
採
り
置
き
候
様
急
度
申
し
渡
さ

る

べ
く
候

。

（
大
和
手
文
書
）

こ

の

よ

う

に

し

て
、

天

明

の

飢

饉

を
契

機

と
し

て

急
速

に

貯

穀

制

度

が
強

化

さ

れ

、

郷

蔵

も

普
及

し

た

と

考

え

ら

れ

る

。

こ

こ

で

南

箕
輪

地
域

内

各
村

々

の
様

子

は

ど

う

で

あ

っ

た

か

を
見

よ

う

。
郷

蔵

に

つ

い
て

は

い
つ

か

ら
設

け

ら

れ

た

か

わ

か

ら

な

い

が
、

南

殿

村

に

お

い

て

は
元

禄

二

一
年
（

二
（

九
九
）
の
村

明

細

帳

に

三
間

×

二
間

の
自

普

請

の
郷

蔵

が

あ

っ

た

こ

と

が

記

録

し

て

あ

り

、

享

保

五

年

二

七
二
〇
）
の
大

泉
村

明

細

帳

、

天

保

九
年

（
一
八
三
八
）
の

塩

ノ

井

村

明

細

帳

に

は

そ

れ

ぞ

れ

三
間

×

二
間

の
郷

蔵

が

あ

る

。

さ

ら

に
田

畑

村

は

牢

氷
二

年

二

七
〇

五
）
以

後
、

北

殿

村

は
享

保

三
年

、

神
子

柴

村

は

宝

暦

四

年

二

七
五
四
）
の
年

貢

割
付

け
状

に

郷

蔵

敷

分

か

石

高

か

ら
差

し

引

か

れ

て

お

り

そ

れ

ぞ

れ
、

そ

の
時

代

に

郷

蔵

が
存

在

し

て

い

た

こ

と

が

わ

か

る

が
、

そ

の

造

ら

れ

た
時

期

は
判

明

し

な

い

。

ま

た
、

建

て

ら

れ

た
時

か

ら

ず

っ

と

後

の
時

代

ま

で

存

続

し

た

と

も

言

え

な

い

よ

う

で

あ

る

。

何
故

な

ら

宝

暦

一
〇

年

の
大

泉

村

明

細

帳

に

は

「

郷

蔵

な

し

」

と
記

録

さ

れ

て

お

り
、

か

っ

て

存
在

し

た

郷

蔵

が

こ

の

時

期

に

は

無

く

な

っ

て

い
る

こ

と

が

記

録

の

上

か

ら
判

明

さ

れ

る

か

ら

で

あ

る

。

天

明

の

飢

饉
以

後

幕

府

は

備

荒

貯
穀

を
目

的

と

し

て
郷

蔵

の
設

置

を

奨
励

し

て

い
る

が

、

享

和

二

年

二

八
〇

壬

箕

輪

頷

の

一

五

か
村

け
貯

穀

蔵
取

り

立

て
延

期

願

を

出

し

て

い
る

。

恐
れ
乍
ら
書
付

け
を
以

て
願

い
上

げ
候

2 印



姿の村節第 ２

私
共
村
々
貯
穀
年
々
石
数
増
し
侠
に
つ
き
、
最

寄
り
の
組
合
相
定
め
の
御
材
木
下

さ
れ
其

の
外
は
村
入
用
の
積
り
を
以

て
郷
蔵
相
建
て
詰

め
込
み
候
わ
ば
取

締
り
方
に

相

成

る

可

く
、
近
村
評
議
の
上
組
合
立
て
揚
所
等
取
極
め
申
す
可

き
旨
仰
せ
付
け
ら
れ

畏

み

奉

り

候
。
然

る
所
数
村

の
組
合
相
建
て
侠
て
は
山
寄
り
の
村
々
に
御
座
候
故

、
里
数
二
三
里
も

隔
り
候
所
は
詰
め
替
え
持
ち
運
び
等
入
用
多
分
相
懸
り
申
す
べ
く
、
格
別
費
等
多
く
御

座

候
に

つ
き
、
願
わ
く
ば
壱
、
弐
か
村
に
て
最
寄
宜
敷
き
場
所
に
相
建
て
申
し
候
わ
ば
詰

め

替
え
諸
入
用
多
分
相
懸
り
申
す
間
敷
く
と
存

じ
候
。
並
び
に
左
様
に
仕
り
候
得
ば
又
々
村

数
少
な
く
御
座
候
に

つ
き
土
蔵
入
用
等
多
分
相
懸
り
候
御
儀
、
且
つ
又
土
蔵
見
廻
り
番

等

失
費
相
懸
り
申
す

べ
く

旁

以
て
失
脚
多
く
村
々
難
儀
に
も
相
成
り
候
御
儀
に
存
し
奉
り

候

。
当
時
石
数
相
席
み
候
儀
も
こ
れ
無
く
銘

々
村
役
人
土
蔵
に
詰
め
置
き
候
て
も
差
支
え

に
も
相
成
ら
ざ

る
儀
に
御
座
候
開
、
何
卒
此
の
度
は
御
蔵
御
免
仰
せ
付
け
ら
れ
下

し
お
か

れ
候
様
願

い
上
げ
奉
り
候
。
追

々
石
数
相
増
し
候

わ
ば
其
の
節
御
願

い
申
し
上
げ
御
蔵
相

立
て
候
様
仕
り
度
く
存
じ
奉
り
候
。
こ
れ
に
依
り
一
同
連
印
を
以

て
御
免
の
儀
願
い
上
げ

候
以
上
。

享
和
二
年
三
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
子
柴
村
三
役
人
⑩
　
田

畑
村
三
役
人
物

南

殿

村

三

役
人
跡
　

北

殿
村
三
役
入
國

塩
ノ
井
村
三
役
人
図
　

久
保
村
三
役
人
府

大

泉

村

三

役
人
⑩
　
　

（
外
八
か
村
略
）

（
大
宗
館
文
書
）

こ

の
願

書

に

よ

る

と

、

数

か

村

が

組

合

を

作

っ
て

郷

蔵

を

建

設

す

る

こ

と

を

辞

退

し

て

お

り

、

こ

の
時

点

で

の
建

設

は

進

ま

な

か

っ
た

よ

う

で

あ

る

。

や

が

て

貯

穀

の
増

加

に

つ
れ

て

村

ご

と

に

郷

蔵

が

建

て

ら

れ

る

よ

う

に

な

町

明

治

九

年

の

「

郷

蔵

並

び

積
毀

地

坪
明

細

表

」
（
役
場
文
書
）
に

よ

る

と

、

こ

の
段

階

で

は

南

殿

部

落

を

除

い
て

他

の
部

落

に

は
全

部

建

坪

六

坪

の
郷

蔵

が

一

つ
ず

つ
建

て

ら

れ

て

い

る

。

名

主

な

ど

の
蔵

や

郷

蔵

等

に

備

え

ら

れ

た

備

荒

用

の
穀

類

は

、

天

明

の
こ

ろ

は

ほ

と

ん

ど
稗

で

あ

っ

た

。
天

保

四

～

七

年

お

よ

び

文

政

九

年

の
凶

作

の
と

き

に

は

こ
の
貯
穀

稗
が
貸

し
出

さ
れ
、

さ
ら
に

そ
れ
を
年
賦

で
償
還
し

た
り
、
古
穀
や
新

穀

の
詰
替

え
等

の
貯
穀
の
動

き
を
示

す
「
貯
穀

通

い
」
と
称
す
る
資
料

が

い
く
つ

か
残
さ
れ
て

い
る
。

嘉
永
（
一
八
四
八
～
五
四
）
こ
ろ
に
な
る
と
囲

穀
と
し
て
の
稗
を
籾
に
積

み
替

え

た

い
と
松
本
御
役
所
に
願

い
書
を
出
し
て

い
る
村

か
お
る
な
ど
、

全
般
的
に
囲

い

籾
が
し
だ

い
に
増
加

し
た
よ
う
で
あ
る
。
稗
を
籾
に
積
み
替

え
た

い
と

い
う
理

由

は
、
稗

の
場
合
は
貯
穀
石
数
が
多
く
な
宍

田

畑
村

の
場
合
五
斗

俵
に
し
て
一
一

六
俵
余
に
達
し
て
お
り
手
数
が
か
か
り
、
か

つ
鼠
食

い
等
多
く
年

々
升

減
り
に
な

る
こ
と
が
多

い
が
、
籾
だ
と
五
九
俵
で
積
み
替

え
置

く
こ
と

が

で

き

て
手
数

が

少
な
く
て
済
む
こ
と
、
違
作
で
夫
食
に
拝
借
す
る
場
合

は
、

稗
二
升

に
籾

一
升

を

振
り
向
け
る
よ
う
に
す
れ
ば
便
利

で
あ
る
と
し
て

い
る
。

さ
て
、
貯

穀
の
量
は
江
戸
時
代

後
末
期

に
な
る
と
増
加

し
て

い
る
が
、

ど
の
く

ら

い
を
貯
穀

の
目
標

と
考
え
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
資
料
に

よ
っ
て
そ
れ

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

恐
れ
乍
ら
書
付
け
を
以
て
願
い
上
げ
候

一
人
別
／
弐
百
九
拾
八
人

内
七
拾
八
入
　
旅
住
居
・
年
季
奉
公
人

拾
壱
大
　
　
潰
跡

引
い
て
　
弐
百
九
人

内
五
拾
壱
大
　
但
し
壱
大
壱
日
米
弐
合
宛
積
り

此
の
石
数
拾
八
石
三
斗
六
升

百
五
拾
八
人
但
し
老
人
子
供
壱
人
一
日
米
壱
合
宛
積
り

此
の
石
数
廿
四
石
四
斗
四
升

穀
数
／
米
四
六
石
八
斗

右
は
近
年
違
作
相
続
き
侠
所
両
三
年
作
柄
宜
敷
く
米
価
も
居
合
い
候
に
付
き
、
村
々
貯
穀

囲
い
増
し
致
し
、
寛
政
度
仰
せ
渡
さ
れ
候
通
り
の
入
別
に
応
じ
半
年
程
の
夫
食
不
足
こ
れ

無
き
様
貯
え
候
積
り
出
精
致
す
べ
く
候
。
後
年
凶
作
の
節
飢
饉
を
遁
九
候
為
の
御
餓
議
に

訂7



第３章 村 の 近 世

て
仰
せ
渡
さ

れ
軟
段
冥
加
至
極
有
難
き
御
趣
意
に
存
じ
候
。
然

る
上
は
銘
々
差
し
せ
ま
リ

囲

い
置

き
申
す
べ
き
所
此
の
節
の
儀
小
前
一
同

開
作
夫
食
に
も
差
支
え
罷
り
有
り
…
（
申

略
）
・：
積
み

立
て
軟
義

は
難
渋
至
極
に
仕
り
候
得
ば
有
難
き
御
趣
意

の
義
は
相
弁
え
罷
り

仕
り
軟
間
、
何
卒
格
別

の
御
慈
悲
を
以
て
当
卯
秋
作
毛
取
り
揚
げ
次
第
右

の
石
数
相
囲
い

申
し
度
く
存

じ
奉
り
候
間
、
此

の
段
幾
重
に
も
御
許
容
願

い
上
げ
候
。
こ
れ
に
依
り
男
女

老
人
子
供
迄

一
々
取
調

べ
書
上
げ
奉
り
候
所
相
違
御
座
無
く
候
以
上
。

天
保
十
四
年
三
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
那
郡
田
畑
村
　

伝

右

衛

門

源

右

衛

門

松
本
御
役
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄

左

衛

門

（
中
屋
文
書
）

願

い
書

け
眸

寅

年

の
大

洪

水

に

よ

っ

て
多

く

の
川

欠

け

が

で

き

、

現

在

の
開

作

夫

食

に

も

差

し

支

え

る
状

態

で

あ

る

か
ら

貯

穀

の
増

し

囲

い

は
秋

作

収

穫

後

ま
で

延

期

し

て
欲

し

い
と

い
う

の
で

あ

る
が

、

そ

の
貯

穀

目

標

は
前

段

の
数

字

の

よ
う

に

労

働

年

齢

の
者

が

一
日

米

二
合

、

老

人

子

供

に

一

日
米

一
合

の
割

合

で

半

年

間

、

夫

食

と

し

て
給

与

し

得

る
量

を

目

標

と

し

て

い

る

こ
と

が

わ

か

る

。

そ

の
後

元

治

二

年

（
慶
応
元
年
＝
一
八
六
五
）
に

、

近

年

世

風

奢

に

流

れ
諸

色

高

値

に

な

り

い

っ

た

ん
凶

作

飢

饉

に

な

れ

ば

難

渋

必

至

の
状

態

で

あ

る
が

、

そ

の
際

ど
う

や

っ

て
取

り

続

け

る
よ

う

に

す

る

か
、

と

の
上

か
ら

の
意

見

聴

取

が

行

な

わ

れ

て

い

る
が

、

こ

れ

に

対

し

箕

輪

領

の
村

々
二

六

か
村

は
、

次

の
よ

う

に

増

し

囲

穀

を

行

な
う

こ

と

を

答

え

て

い

る

。

恐
れ
乍
ら
書
付
け
を
以

て
申
し
上
げ
奉
り
候

一
籾
拾
三
俵
　
　
　
　

古

料
南
殿
村

一

″
百
六
拾
七
俵
　
　
　
　

北
殿
村

一

″
百
弐
拾
俵
　
　
　
　
　

田
畑
村

一

″
百
俵
　
　
　
　
　
　
　

神
子
柴
村

一

″
百
弐
拾
俵
　
　
　
　
　

大
泉
村

・：
（
前
略
）
・：
是
迄
の
御
囲
穀
積
み
立
て
候
分
足
し
加
え
候
得
ば
、
凡
そ
壱
年
位
は
取

り

続

き

申

す

可

し

と

一
同

安

心

仕

り

候

に
付

き
当

丑

年

よ

り
卯

年
迄

三

か
年

中

に
割

合

い
出

精

出

穀

仕

り

度

く

存

じ

奉

り

候
：
∴

後

略
）

（
『

県

史

資
料

第

四

巻
』
）

注
　

南
箕
輪
地
域
の
村
の
み
掲
げ
他
の
二
拾
壱
か
村

は
略
し
た
。
久
保
村

は
全
戸
太
田
領

の
た
め
入

っ
て
い
な
い

前

の

資

料

が

天

保

の

段

階

の

幕

府

の

指

示

し

た

貯

穀

量

の

目

標

で

あ

っ

た

が

、

後

の

資

料

は

元

治

二

八

六

四

～

六

五

）

の

こ

ろ

の

農

民

の

自

主

的

貯

穀

目

標

の

よ

う

で

あ

宍

こ

こ

で

は

人

別

に

応

じ

一

年

分

の

夫

食

を

貯

穀

の

目

標

と

し

て

い

る

こ

と

が

理

解

で

き

る

。

イ
　

救

荒

作

物

の

栽

培

救

荒

作

物

の

指

示

や

そ

の

栽

培

奨

励

も

平

時

対

策

の

一

つ

で

、

幕

府

や

諸

藩

は

大

飢

饉

の

経

験

か

ら

山

野

の

有

用

植

物

や

有

毒

植

物

名

な

ど

を

印

刷

配

布

し

て

い

る

が

、

ほ

か

に

各

種

の

救

荒

作

物

の

栽

培

を

奨

励

し

た

。

特

に

享

保

の

飢

饉

の

際

中

国

地

方

に

普

及

し

た

甘

藷

は

、

将

軍

吉

宗

の

命

を

受

け

た

青

木

昆

陽

の

努

力

に

よ

る

こ

と

は

有

名

な

話

で

あ

る

が

、

甘

藷

は

そ

の

後

関

東

地

方

に

も

栽

培

さ

れ

て

救

荒

作

物

と

し

て

大

き

な

役

割

を

果

た

し

た

。

ま

た

、

天

明

五

年

二

七

八

五

）
五

月

の

「

申

し

渡

し

書

」

に

は

救

荒

作

物

の

栽

培

に

つ

い

て

詳

し

い

指

示

が

あ

る

。
（
上

巻

六

〇

一

頁

参

照

）

ま

た

「

飢

饉

用

心

の

事

」
（
東

朝

軒

文

書
）

と

記

さ

れ

た

資

料

に

は

、

「
：

會

に

て

も

相

考

え

其

の

所

に

相

応

の

物

を
置

く

べ

き

こ

と
肝

要

な
り

、

さ
ら

ば
、

凶

年

の

兆

見

え

候

わ

ば

常

の
食

物

半

分

か

三

分

の

一

に

摘

み
菜

等

を
加

え

て

食

物
を

朧

い
延

ば

す

べ

し

、

又
凶

年

は

鰹

ぎ

多

く

作

る

べ

し

、

此

の

物

は
其

の
味

米

に

ま

ぜ

麦
に

ま

ぜ
、

其

の

穀

に

似

て

飢

え

を
助

く

る

こ

と

ば

か

り

な

し

、

又
外

の
菜

は
久

し
く

多

く

食

す

れ

ば

其

の

人

痛

み

顔

立

ち

も

変

ず

れ

ど

も

、

此

の

蕪
青

は
何

程

久

し

く
多

食

し

て

も
其

の
人

痛

ま

ず

、

顔

立

ち

も

変

る

こ

と

な

し

。
・：

（
中

略
）
・
：
凶

作

を

知

る
な

ら

ば

幾

度

か
蒔

き

、

そ

の

明

春

も
早

春

よ

り

幾

度

か
蒔

く

べ

し

。

そ

の
外

円

豆

の
類

何

に

て

も

す

早

く

実

熟

す
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る
物
を
相
考
え
作
る
べ
し
。
（
後
略
）

と

あ

る

。

②

応

急

対

策

応

急

対

策

と

し

て

は

、

村

役

人

は

ま

ず

破

免

検

見
取

り

を

願

い
出

て

年

貢

の
減

免

を

歎

願

す

る

。

さ

ら

に

、

夫

食

、

救

い
金

の
拝

借

を

願

い
出

て
飢

饉

の
救

済

に

当

た
る

。
農

民

は
山

野

に

自

生

す

る

葛

・

蕨

・

野

老

等

の
根

を

掘

り

、

栗

、

ど

ん

ぐ

り

、

栃

の
実

等

を

拾

い
集

め

て
夫

食

の
足

し

に

し

、

ま

た
、

草

木

の
芽

や

茎

葉

な

ど
食

べ
ら

れ
そ

う

な

も

の

は
何

で

も

取

っ

て
食

べ
る

と

い
う

こ

と

が

一
般

に

行

な

わ

れ

た

。

こ

れ

は
大

凶

作

で

な

く
ち

ょ

っ
と

し

た
凶

作

で

も

た
え

ず
行

な

わ

れ

た

こ
と

で
多

く

の
資

料

が
残

っ

て

い

る

。

「
飢
え
に
及

び
野
山
に
こ

れ
あ

る
葛
根
・
蕨
根
・
き
く
菜
等
ま
で
取
り
似
命
を

つ
な
ぎ
…
」

（
享
保
五
年
　

玉
理
軒
文
書
）

「
只
今
に
至
り
百
姓
給
物
一
切
こ
れ
な
く
、
初
春
よ
り
木

の
根
を
掘
り
諸
草

の
青
味
を
待

ち
兼
ね
当
日
送
り
申
し
候
」

（
寛
延
三
年
　

北
殿
区
有
文
書
）

「
女

の
業

は
原
に
出
て
菊
菜

（
マ
ツ

ム
シ
ソ
ウ
）
を
摘
み
絶
や
す
ま
で
摘
み
、
男
は
山
野

の
と
こ

ろ
（
野
老
）
を
ほ
り
毎
日
河
水
に

さ
ら
し
て
泡

の
だ
ゆ

る
時
無
し
、
其

の
さ
ら
し

た
る
水

の
苗
代
に
流

れ
入

り
て
苗
生
ひ
立

た
ず
・：
」

（
文
政

九
年
　
『
県
史
資
料
篇
』
）

ま

た
、

笹

の
実

採

取

の
珍

し

い
記

録

も
残

っ

て

い

る

。

そ

の
記

録

は

一
農

家

で

六

月
下

旬

か

ら

七

月
中

旬

に

か

け

て

延

ベ

ー
七

人

が

山
に

登

犬

生

の

実

で

四
石

七

斗

、

そ

れ

を
干

し

揚

い
て

一

石

九

斗

余

の

笹

の

実

を

採
取

（
門
屋
文
書
）
し

て

い

る

。

こ

の

笹

の

実

を

採
取

し

た

の

は
元

禄

一

四

年

で

秋

作

が

凶

作

で

飢

民

が

多

く

餓

死

者

が

出

た

（
上
穂
・
赤
須
旧
記
録
抄
）
と

記

録

さ

れ

て

お

犬
　

笹

の

開

花

結

実

は

六

〇

年

に

一

回

起

こ

る

現

象

と

い
わ

れ

る

が

、

そ

れ

が

た

ま

た

ま

こ

の

凶

作

年

と

一
致

し

た

こ

と

に

よ

っ
て

採

取

が

行

な

わ
れ

た

も

の

で

あ

る
う

と

思

わ
れ

る

。

飢
饉
に
直
面
し
て
幕
府
や
諸
藩
の
行
な
っ
た
対
策
と
し
て
は
、
貢
租
の
減
免
の

ほ
か
、
米
・
副
食
物
の
配
給
、
施
粥
、
金
品
の
給
与
、
難
民
の
収
容
、
救
済
な
ど

が
行
な
わ
れ
、
こ
れ
は
民
間
の
有
志
、
富
農
等
が
行
な
っ
た
例
も
か
な
り
多
い
。

当
地
で
は
こ
の
資
料
が
な
く
不
明
で
あ
る
が
、
施
米
は
か
な
り
行
な
わ
れ
た
よ
う

で
あ
る
。

な
お
、
凶
作
・
飢
饉
の
後
、
荒
廃
し
た
農
業
生
産
力
の
回
復
の
た
め
、
開
発
の

奨
励
、
移
住
の
制
限
、
帰
農
強
制
、
大
都
市
か
ら
の
人
返
し
等
が
政
策
と
し
て
と

ら
れ
て
い
る
が
、
全
般
と
し
て
江
戸
時
代
の
凶
作
、
飢
饉
の
対
策
は
当
面
を
取
り

繕
う
程
度
に
過
ぎ
ず
、
よ
り
基
本
的
な
農
業
技
術
の
開
発
、
農
民
の
経
済
的
底
力

を
養
う
こ
と
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
封
建
制
度
の
諸
制
約
が
こ
れ
を
妨
げ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
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第 ３章 村 の 近 世

第
三
節
　
道
と
往
来

一

伊
那
街
道
（
三
州
街
道
）
と
宿

】
」
　
街
道
の
設

立
経
過

と
道
筋

１
　

伊

那
街

道

慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
に
江
戸
幕
府

は
、
江
戸

を
中
心
と
す

る
主
な
五
街
道

を

定

め
、
そ

の
補
助
線
を
脇
往
還
道
と
し

た
。
伊
那
街
道

は
、
五
街
道

の
一

つ
中
山

道

の
脇
往
還
で
あ

る
。
中
山
道

の
塩
尻
宿

か
ら
分

か
れ
善
知
鳥
峠
を
越
え

て
伊
那

谷
に
入
り
天
竜
川
西
側

を
北

か
ら
南
に
上
伊
那

を
通
り
へ

下
伊
那

の
鏝
南
端
、
信

濃
十

六
宿

の
根
羽
宿

よ
旦

二
州
に
入

る
街
道
で
、
名
古
屋
に
通

ず
る
。

こ

の
街
道

は
、

お
そ
ら

く
古

く
か
ら
開

か
れ
て

い
た
で

あ
ろ
う
が
、
戦
国
時
代

に
伊
那

か
亘

二
州

・
遠
州
方
面
に
侵
略

の
歩

を
進

め
た
武
田
氏
が
、
軍
用
道
路
と

し

て
利
用

す
る
た
め
に
改
修
整
備
し

た
も

の
で

あ
る
う
と
言

わ
れ
て
い
る
。

文
禄
二
年

二

五
九
三

飯
田
城
主
京
極
高
知
に
よ

っ
て
、
飯
田

か
ら
飯
島
ま
で

の
街
道
々
宿
駅
を
天
竜
川
百
方
の
下

の
段

か
ら
上
の
段
に
引
き
移
し
、
新
道
に
宿

駅
を
新
設
し
て
、
一
応
の
完
成
を
み

た
と
言

わ
れ
て

い
る

。

慶
長
六
年
（

口
（

○
一
）
、

飯
田
城
主
小
笠
原
秀
政
は
、
飯
田

か
ら
松
本
へ
の
道

路
の
新
設
に
着
手
し
て
同
一
三
年
（
一
六
〇
八
）
に
竣
工
し
た

の
が
春
日
街
道
で
あ

犬

伊
那
街
道
よ
り
西
の
方
を
通

っ
た
。
こ
の
街
道
が
で
き

た
と
き
に
松
島
宿
と

伊
那
部
宿
と
の
間
に
大
泉
宿
が
設
け
ら
れ
た
。

伊
那
街
道
の
成
立
過
程
は
、
複
雑
で
一
度
に
街
道
々

宿
駅
が
制
定
さ
れ
た
も
の

で

は
な

い
。

慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
脇
坂
領
の
お
り
に
、
伊

那
街
道
全
体
に
わ
た
り
路
線
の

変
更
や
宿
駅
の
整
備
を
行
な

い
、
北
殿
村
通
り
に
往
還
を
加
え
、
春
日
街
道
大
泉

宿
を
伊
那
街
道
北
殿
村
に
移
し
、
大
泉
北
殿
合
宿
と
し
た
。

伊

那
谷
を
南
北
に
走
る
伊

那
街
道
か
ら
分
か
れ
て
い
る
道
は
、
松
島

宿
追
分
よ

り
岡

谷
街
道
、
伊

那
部
宿
か
ら
東
へ
金
沢
街
道
、
秋
葉
街

道
、
西

へ
権
兵
衛
街
道
、

飯
田

宿
か
ら
西
へ
大
平

街
道
、
南
へ
三
州
街
道
等
が
延
び
て

い
る
。

伊

那
街
道
の
各
宿
場
に
は
、
一
般
に
本
陣
や
脇
本
陣
は
な
く
、
問
屋

が
必
要
に

応
じ
て
本
陣
を
兼
ね
て

い
た
。

伊

那
街
道
筋
に
は
、
飯
田

藩
か
お
る
だ
け
で
、
こ
の
領
主
も
参
勤
交
代

に
は
、

伊

那
部
か
ら
高
遠
を
通
っ
て
行

く
た
め
、
大

名
や
公
用

の
大
が
か
り
な
通
行
は
め

っ
た
に
な
か
っ
た
。
そ
の
か
お
り
物
資
を
運
ん
だ
り
、
旅
を
す
る
庶
民
の
通
行

に

利
用
さ
れ
て

い
た
。

特
に
伊

那
を
始
め
と
す
る
内
陸
地
方
の
人
々
が
塩
や
海
産
物
な
ど
を
東
海
地
方

に
求
め
る
た
め
の
道
で
あ
り
、
農
民
に
よ
る
農
閑
期
の
馬

追
い
稼
ぎ
が
早
く
か
ら

行

な
わ
れ
た
道
で
あ
る
。
こ
の
馬
追

い
を
中
馬

と
呼
び
、
伊

那
街

道
は
我

が
国

で

も
最
も
中
馬
の
発
達
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

明

治
五
年
に
は
、
宿
駅
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
。
同

九
年
に

は
、

二
等
県

道
に
改

め
ら
れ
、
つ
い
で
、
同

一
九
年

に
は
、

二
等
県

道
三
州
街

道
と
改

め
ら
れ
た
。

道
　

筋
　
本
村
関
係

の
伊

那
街

道
を
辿
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

国

道
一
五

三
号
線
箕
輪
町
木
下

の
南

端
か
ら
西

へ
五
〇
ｍ

ほ
ど
入

っ

た

所

に

「
清
水
の
里
」
と
呼
ば
れ
て

い
る
と
こ
ろ
が
あ
犬

そ
こ
に
は
清
水
が
出
て

い
る

。

そ
の
傍
に
句
碑
や
庚
申
塚

が
あ
る
。
こ
こ

か
ら
箕
輪
坂

を
登

る
と
仏
像

の
刻

ま
れ

た
道
標
「
右
木
曽
道
、

左
飯
田
道
」
か
お

る
。
こ

の
道
標

か
ら
段
丘
中
腹

を
通

っ

て
久
保

の
集
落
に
入

る
。
こ

の
部
分

の
約
二
〇
〇
ｍ

は
、
伊
那
街
道
の
旧
道
が
そ

の
ま
ま
残

っ
て
い
る
。
こ

の
道

を
た
ど
っ
て
久
保

の
集
落
に
入

っ
た
と
こ

ろ
に
乗

鞍
坂

が
あ
っ
た
と
言

わ
れ
て
い
る
が
、
今
は
そ

の
跡
が
判
然
と
し
な

い
。
そ
こ

か

ら
や
や
南
に

進
み
「
大
東
」

の
東

の
段
丘

の
中
腹

を
通
り
、
「
坂
上
」
の
下

か

ら

下

り
現
在

の
旧

道
へ
出

る
。

久
保

か
ら
塩
の
井
に

か
け

て
の
伊

那
街

道
の
道
筋

は
廃
道
と
な

っ
た
り
、
県
道
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図3-45　 箕輪坂の道標　 右木 曽　左 飯田道

（
旧
国
道
）
と
重
な
っ
て
い
た
り
す
る
部

分
が
多

い
た
め
昔

の
面
影

は
少

な
く
、
石

仏
類
も
街
道
筋
と
離

れ
た
百

念
寺
跡
等
に
集

め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、

塩
ノ
井

の
中

央
部

へ
の
坂
の
上

り
口
に
寒
念
仏
供

養
塔
を
兼

ね
た
古

い
道
標

（
図
3
1
4
6）

が
残
る
く
ら
い
で
は
っ
き
り
し
な
い
。
塩
の
井

の
南

は
ず
れ
か
ら
国

道
を
横
切

っ

た
街
道
は
、
北

殿
駅
へ
下

る
道
に
入
り
翁

塚
と
呼

ば
れ
る
芭
蕉
句
碑
と
筆
塚
が
並

ぶ
と
こ
ろ
に
出
る
。
両
石

碑
と
も
、

も
う
少
し
北

に
あ
っ
た
も
の
が
道
路
工

事
の

時
に
現

在
の
位
置

に
移
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
句
碑
の
南
の
林
の
中

に
あ
る
明

和

坂
を
登
り
段
丘
上
へ
出
て
「
辰

巳
屋

」
の
と
こ
ろ
を
鍵
の
手
に
曲
が
る
。
そ
こ
か

ら
南
が
北
殿
大
泉
宿
で
こ
こ
に
高
札
が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
曲
が
り
角

ば
、
宿
場

や
城
下
町

に
見
ら
れ
、
外

か
ら
の
侵
入
者
を

防
ぐ
た
め
意
図
的
に
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
現
在
の
国

道

を

通

り

「
伊
藤
屋
、
赤
心
堂
」
の
前
を
経
て
「
藤
野
屋
」
の
と
こ
ろ
か
ら
西

南
に
入
り
桜

の
古
木
の
あ
る
庚
申
塚
の
と
こ
ろ
へ
出
る
。
そ
こ
に
道
標
「
右
八
幡
道
・
左
い
せ

道
」
か
お

る
。
小
学
校
校
庭
下

の
中

段
東
側
を
通
っ
て
南
殿

に
入
る
。
農
協
の
前

か
ら
ポ
ン
プ
小
屋
の
前
を
通
り
美
坂
の
と
こ
ろ
を
東
に
下

り
不
死

清
水
と
呼
ば
れ

る
湧
き
水
の
と
こ
ろ
に
出
る
。
道
は
、
南

へ
進
み
大

泉
川

を
渡
り
、

段
丘
の
崖
下

図3-46　 寒 念仏供養塔を兼 ねた道 標図3-47　 明　 和　 坂

を
左
に
折
れ
て
坂
を
登
っ
て
田
畑
の
北
割
部
落
に
入
る
。
芭
蕉
の
句
碑
の
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
西
に
折
れ
て
庚
申
塚
の
前
を
進
み
、
国
道
ば
た
の
馬
頭
観
世
音
碑
の
と

こ
ろ
へ
出
る
。
そ
こ
か
ら
西
に
進
む
と
道
祖
神
の
あ
る
と
の
こ
ろ
に

道
標
か

お

る
。
こ
の
道
標
は
、
現
在
土
中
に
埋
も
れ
て
「
右
ぜ
、

左
」
。
と
し
か
文
字
が
見

え
な
い
が
、
こ
れ
は
二

右
ぜ
ん
こ
う
し
道
、
左
や
ま
道
」
で
は
な
い
か
と
推
定
さ

れ
る
。
古
老
の
話
に
よ
る
と
こ
の
道
標
は
、
北
の
方
に
あ
る
地
蔵
堂
の
近
く
に
あ
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図3-48　 天保 ２年の道標（ 右∧ 幡道　左い せ道 ）

つ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
北
殿
か
ら
田
畑
に
ぬ
け
る
道
が
、
天
和
四
年
の

絵
図
に
よ
る
と
「
大
寛
古
道
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
往
還
古
道
」

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
道
は
北
殿
の
道
標
「
右
八
幡
道
、
左
い
せ
道
」
か
ら
西
に

入
り
南
箕
輪
小
学
校
と
村
公
民
館
の
間
の
道
を
南
に
向
か
い
八
幡
社
の
前
を
通
り

更
に
南
に
向
か
い
大
泉
川
を
渡
っ
て
国
道
西
の
段
丘
上
に
出
て
、
田
畑
の
地
蔵
堂

に
至
る
道
で
あ
り
、
道
標
「
右
ぜ
、
左
」
と
合
流
す
る
。

こ
の
道
標
か
ら
南
へ
少
し
行
く
と
小
中
井
沢
に
つ
き
当
た
る
。
こ
の
小
中
井
沢

に
沿
っ
て
東
南
に
向
か
い
神
子
柴
部
落
へ
出
る
。
神
子
柴
の
火
の
見
や
ぐ
ら
の
と

こ
ろ
に
道
祖
神
か
お
る
。
こ
の
地
点
で
、
左
に
折
れ
て
南
に
向
か
い
、
国
道
を
横

切
っ
て
、
そ
の
ま
ま
南
の
狭
い
坂
道
を
下
っ
て
大
清
水
川
に
至
る
。
現
在
、
こ
の

川
に
は
、
橋
は
な
く
行
き
止
ま
り
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
川
を
渡
っ
て
御
園
部

落
へ
出
て
伊
那
部
宿
へ
至
っ
た
。

２
　
春

日
街

道

文
禄
二
年
（
一
五
九
三

、
飯
田
城
主
と
な
っ
た
京
極
高
知
は
、
伊
那
谷
を
縦
貫

図3-49　 田畑の道 標

す

る
古
道

の
整
備
に

か
か
っ
た
。
そ

の
後
を
受
け
て
、
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
飯

田
城
主
に
な

っ
た
小
笠
原
秀
政
は
、
伊
那
街
道
が
整
備
さ
れ
る
に
伴

っ
て
、
伊

那

街
道
よ
り
さ
ら
に
西
方
山
麓
に
直
線
的
な
道
路
を
計
画

し
た
。
こ
の
道
の
工

事
奉

行
が
小
笠
原
秀
政
の
家
老
春
日
淡
路
守
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
春
日
街
道
と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

春
日
街
道
は
、
慶
長
六
年

二

六
〇
一
）
に
着
工

し
、
同

コ

二
年

二

六
〇
八
）
ご

ろ
竣
工
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

春

日
街
道
名

は
、
各
種

の
文
書
や
絵
図
に
出

て
い
る
。
天
和
四
年

二

六
八
四
）
、

神
子
柴
村
田
畑
村

山
論
出
入

裁
許
絵
図
裏

書
（
田
一
畑
門
屋
文
書
）
の
中
に
「
田
畑
村

数
年
持

林
同

氏
神
山
と
も
に
北

は
半
沢
、
西

へ
畦

道
春

日
道
迄
境
に

て
他
村

の
馬

草
取

神
子
柴
分

へ
入

ら
ず
…
…
」

と
あ
り
、
田
畑
村

な
ど
の
西
境

を
春
日
道
で
決

め
て
い
る
か
ら
当
時

は
、

一
般

に
春

日
道

と
呼

ば
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

こ

の
街
道

は
飯
島

―
駒
ヶ
根

―
宮
田
－

西
春
近
１
小
黒
原
（
伊
那
市
）
―
沢
尻
Ｉ

伊
那
市
営
火
葬
場
１

伊
那
農
協
選
果
揚
と
来
て
大
泉
川
を
渡
り
、
大
和
泉
神
社
前

か
ら
村
中

を
通

っ
て
大
泉
公
園
に
至
る
。
こ
こ
に
一
里
塚
跡
が
あ
る
。
大
泉
を
過

ぎ
西
天
竜
彿
の
東

か
ら
木
下

地
籍
に
入
り
松
島
の
上
段
を
通
っ
て
大
出
に
通
じ
て

い
た
。
沢
尻

か
ら
大
泉
北
端
ま
で
の
本
村
内
の
道
筋
は
は

っ
き
り
残
っ
て
い
る
。

春
日
街
道
が
で
き
た
と
き
、
新
し
く
大
泉
に
宿
場
が
設
け
ら
れ
た
。
大

泉
宿
の
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図3-50　 旧一里 塚跡

あ
と
を
み

る
と
、
南

端
に

諏
訪
神
社

が
あ
り
、
北

端
に

は
、
一
里

塚
跡
や
勝
光
寺

（
今
は
無
住
寺
）
か

お
る
。

そ
の
間
約

七
〇
〇
ｍ

の
間
に
道

を
は
さ
ん
で
八
間
単
位

に
地

割
り
を
し
た
家

が
並
ん
で

い
た
。
春

日
街
道

の
道
幅

は
、

一
間

で
あ
る
が
、

春日街道大泉宿（ 町割の跡あ り）図3-51

大
泉
に
入

る
と

二
間
幅

と
な
り
、
中

心

の
約

一
八
〇
ｍ

は
、
市
場

と
呼

ば

れ
三
間
幅
に

な
っ
て
い
て
、
計
画
的

に
設
定

さ
れ
た
宿
場

で
あ
っ
た
。

春
日
街
道

は
長
期
間

を
費
し

て
完

成
し

た
が
、
在
来

の
村
落
に
関
係

な

く
直

線
道

路
の
た
め
、
森
林

の
中

を

通

り
昼
で
も
暗

い
ほ
ど
で
、
盗
賊

な

ど
の
出

る
心
配

も
あ
り
盗
人
道

と
も

い
わ
れ
た
り
水
便
も
よ
く
な
く
、
慶

安

二
年
（

二
（
四
九
）
に

は
、
春
日
街

道
を
公
道

と
し
て
は
廃

し
、
大

泉
宿

を
北
殿
に
移

す
こ
と

に

な

っ

た
。

『
伊

那

温

知

集

』

に

は
「

…

慶

長

年

中

小

笠

原

兵

部

大

夫

秀

政

弐
丁

ば

か

り

も

西

へ
曳

上

げ

大

出

よ

り

伊

那

部

迄

の
道

作

り
替

え

、

此

時

奉

行

春

日

淡

路

守

也

、

之

れ

依

り

春

日

海

道

と

言

う

と

見

え

た

り

、

既

に
木

下

も

此

節

右

の
海

道

へ

町

を

曳

き

上

ぐ
可

き

積

り

用

水

井

戸

掘

り

候

場

所

、

今
以

て

之

れ

有

り

水

一

切

出

ず

申

し

候

、

之

れ

に

依

り

今

の
海

道

へ
又

返

り

候

に

付

き

、
松

島

よ

り

大

泉

へ
上

道

伝

馬

役

勤

め
候

故

、

殿

村

へ
曳

き
下

げ

た
り

と

云

う

」
、

と

あ

る

。

春

日

街

道

に

つ

い
て

は
確

か
な

史

料

が

な

い
た

め

、

そ

の
成

立

に

つ

い
て

は
、

軍

用

面

か
ら

か
、

経

済

面

か
ら

か

の
諸

説

か

お

り

今

も

っ
て

解

明

さ

れ

な

い
ま

ま

に

な

っ

て

い

る

。

古

書

に

は
次

の
二

説

が

あ

る
。

春
日
街
道

此
春
日
街
道
と
云
う
は
、
文
禄
二
年
の
頃
京
極
修
理
太
夫
飯
田
在
城

の
節
、
街
道
改
め

あ
り
惣
て
西

の
山
方
へ
村
を
上
げ
大
道
を
附
け
替
え
る
也
。
　
　
　

（
伊

那
温
知
集

）

慶
安
二
年
駅
路
を
束
へ
移
し
、
春
日
道
を
廃
す
。
　
　
　
　
　
　

（
「
伊

那
志
略
」
）

㈹
　

大

泉

北

殿

合

宿

１
　

宿

場

の

成

立

と

形

態

伊

那

街

道

沿

い

の
北

殿

が

宿

場

に

な

っ

た

の
は

慶

安

二

年
（
一
六
四
九
）
の
こ

と

で

あ

る

。
そ

れ
ま

で

は
春

日

街

道

沿

い

の
大

泉

が

宿

場

で

あ

っ
た

。

一
般

に

宿

場

は
街

道

筋

で

人

馬

の
継

立

て
を

す

る

と

こ

ろ

で

あ

っ

た

が

、

ま

た
、

大

名

・
旗

本

や

諧

役

人

の
宿

泊

す

る

場

所

で

あ

り

、

一

般

旅

人

の
泊

る

旅
寵

屋

の

あ
る

と

こ

ろ

で

も

あ

っ
た

。

そ

の

た
め

警

戒

は

厳

し

く

宿

の
入

口

、

出

口

は

わ

ざ
と

道

を
鍵

の
手

に

曲

げ

て

い

わ
ゆ

る

枡

形

に

し

た
。

ま

た
一

本

道

に

し

て

裏

道

を
作

ら

な

い

こ
と

も

用

心

の

た

め

で

あ

っ

た

。

春
日
道

文
禄
二
年
始
め
此
れ
を
開
く
、
有
司
春
日
淡
路
之
を
監
す
、
因

っ
て
名
を
為
す
也
。

慶
安
二
年
駅
路
を
束
へ
移
し
、
春
日
道
を
廃
す
。
　
　
　
　
　
　

（
「
伊
那
志
略
」
）
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道 と往来第 ３節

荷

つ
け

馬

の

た

め

に

、

宿

の
中

に

水

路

を

通

す

こ

と

も

し

た

。

宿

の
中

ほ

ど

に

は

宿

の
中

枢
機

関

で

あ

る
問

屋

が

あ

り
、

近

く
に

高
札

場

が

あ

っ

た

。
問

屋

の
両

側

に
伝

馬

屋

敷

の
町

割

が

あ

っ

た

。

伝

馬

屋

敷

は

一
定

の
計

画

に

よ

っ

た
も

の
で

開

口

・
奥

行

と

も

ほ

ぼ

一
定

の
寸

法

に

割

ら

れ

て

い

た

。

大

泉

が
宿

場

に
な

っ

た

の

は
、

慶

長

六
年
（

コ
（

○
一
）
か

ら
伊

那

街

道

の
西

に

春

日

街

道

が

新

設

さ

れ

、

慶

長

一
三

年
（
一
六
〇
八
）
ご

ろ
竣

工

し

、

そ

の
時

、

大

泉

を

松

島

宿

と
伊

那

部

宿

の
聞

の
伝

馬

宿

と

し

て

設

定

し

た

も

の
と

思

わ
れ

る

。

以

来

慶

安

二

年
（

二
（

四

九
）
ま

で

、
伝

馬

一

二
匹

を

も

っ
て

伝

馬

役

を

勤

め

て

き

た

。

春

日
街

道

の
項

で

述

べ

た

よ

う

に
、

正

徳

五

年

二

七
一
五
）
の

「
北

殿

・
大

泉
両

村

伝

馬

役

出

入

裁

許
取

替

証

文

」

に

よ

る

と
、

慶

安

二
年

（

二
（

四

九
）
飯

田

城

主
脇

坂

氏

の
支

配

の
時

、

宿

場

を
大

泉

村

か

ら
北

殿

村

へ
移

し
、

北

殿

村

も

宿

湯

を
仰

せ

っ

れ

ら

れ

た

の
で

、

大

泉

北

殿

合

宿

と

な

っ

た

。

伝

馬

役

は
、

今

ま

で

の
大

泉

村

の

コ

ー匹

分

を
両

村

で

分

け

、

大

泉

村

が

六

匹

、

北

殿

村

が

六

匹

と

し

た

。
大

泉

村

か
ら

移

っ
て

来

た
問

屋

一
人

伝

馬

役

六

人

の
合

計

七

人

に

は

、

伝

馬

屋

敷

と

し

て

、

北

殿

村

よ

り

上

畑

八

反

五

畝

六

歩

が

与

え

ら

れ

た

。
同

時

に

、

北

殿

村

に

も

問

屋

一

人

、

伝

馬

役

六

人

が

定

め

ら

れ

た

。

大

泉

村

か

ら

移

っ

て

来

た

者

に

は

、

街

道

の

西

側

に

そ

れ

ぞ
れ

馬

半
匹

分

に

つ

い

て

は

間

口

六

間
半

、

馬

一
匹

分

に

つ

い
て

は

お

お

む

ね

一

二

間

の

屋

敷

を

割

り

当

て

ら

れ
、

北

殿

村

は
街

道

の
東

側

に
居

屋

敷

を

も

っ

て

宿
駅

を

整

え

た

。

移

る
前

の
大

泉

宿
に

つ

い

て

は
資

料

が

な

い

の

で

全

く

わ

か

ら

な

い

。
大

泉
北

殿

合

宿
に

な

っ

た
経

緯

は
次

の

「
家

帳

出

入
裁

許
」

に

際

し

て
取

り
替

わ

さ

れ

た

証

文

に

よ

っ

て

ほ

ぼ
大

要

が
察

せ

ら

れ

る

。

「
信
州
伊
奈
郡
北
殿
村
と
大
泉
村
伝
馬
役

の
者
家
帳
出
入
御
裁
許
取
替

証
文

の
事
」

一
、
北
殿
村

よ
り
御
訴
訟
申
し
上

げ
候

は
、
伊
奈
海
道
古
来

は
大

泉
村
通
り
に
て
御
座
候

処
、
道
順
悪
敷
く
候
に
付
き
六
拾
六
年
以
前
慶
安
二
丑
年
脇
坂
中
務
少
輔
様
御
領
知

の

節
、
北
殿
村
へ
往
還
御
附
け
替
大
北
殿
村
も
宿
場
に
仰
せ
付

け
ら
れ
、
伝

馬
拾
二
匹

の

内

六
匹

大
泉
村
、
六
匹

は
北
殿
村
に
て
相
勤

め
申
す
可

き
旨
仰
せ
渡
さ
れ
、
其

の
節
よ

り
問
屋
、
伝

馬
役
に
上
畑
二
町

五
畝
七
歩
の
御
年
貢

・
諸

役
御
赦
免

御
伝

馬
役
相
勤

め

来

犬

其
れ
以

後
十
六
年
以
前
池
田
新
兵
衛

様
御
代
官
所

に
罷

り
成

り
、
右

の
畑
御
年

貢
免
下

が
り
に
仰
せ
付

け
ら
れ
候

。
大

泉
村

よ
り
問
屋

・
伝
馬

役
の
者

七
人
北
殿
村

へ

引
越
す
に
付

き
高
内

の
上
畑

八
反
五
畝

六
歩
御
取
上
げ
、
右

七
人

の
者
居
屋
敷
に
下

さ

れ
侠

（
以
下
略
）

（
正
徳
五
年
六
月
　

大
泉
中
宿
文
書
）

伝

馬

町

割

の
細

部

は
次

の
資

料

に

よ

っ

て
知

る

こ
と

が
で

き

る

。

殿
村
伝
馬
町
割
の
帳

屋

敷
割
の
覚

二

表

六
間

三
十
間
　
　

六
畝
歩
　
　
　
　

勘
兵

衛

一
、
表
十
弐
間
三
十
間
　

壱
反
弐

畝
歩
　
　

喜
右
衛
門

一
、

表
十
弐
間

三
十
間
　

壱
反

弐
畝
歩
　
　

九
郎

右
衛

門

一
、
表
十
弐
間
三
十
間
　

壱
反
弐

畝
歩
　
　

忠
右
衛
門

問

屋

一

、
表
十
弐
問

三
十
間
　

壱
反
弐

畝
歩
　
　

吉
兵
衛

表
十
四
間

の
内
せ
ま

さ
ひ

ろ
さ

な
ら
し
て

一
、
八
間
二
尺
廿
弐
間
　

六
畝
歩
　
　
　
　

彦
右
衛
門

一
、
表
十
弐
間
三
十
間
　

壱
反
弐
畝
歩
　
　

茂
左
衛
門

一
、
表
六
間
三
十
間
　
　

六
畝
歩
　
　
　
　

半
三
郎

一
、
表
六
間

三
十
間
　
　

六
畝
歩
　
　
　
　

九
郎
兵
衛

一
ヽ

ほ
に

間
う
ら
地
こ
れ
鉉
七
瞰
ル

ろ
く
渡
す
　
　

伝
三
郎

一
ヽ
（
（

大
作
心匹
う
ち
七（

大
大

ま
さ
な
ら
し
て
　

茂
吉

北
の
端
に
て
御
座
候
故
数
多
く
渡
す

二

表
六
間
三
十
間
六
畝
歩
　
　
　
　
　
　

九
郎
右
衛
門

て

表
六
間
三
十
間
六
畝
歩
　
　
　
　
　
　

七
介

訂 夕



図
３
‐
５
３
　
ｔ
ｌ
ｔ
Ｒ

４
１
＆

図
（
剛
座
Ｉ

彊
碩
令
翌
）

（
朗
誼
辰
奸
知
優

長

會

畝
沙
弥
優
）

労

り
／
　

、ｙ
／
’

糾

言

言

卜
４
ぎ
座

几

ゾ

５
？
ｙ

きk

ｆ
ｙ
　
　

丁
　
　
　。
　
　
　
　

。
　
　
　
　９

ク
し

ぺ
Ｊ
Ｊ

Ｊ

Ｊ

ぐ

犬
　
　・
二

√

、

作

ら

・

彩

で
計
庸
傷
　

弘

乱
蓉

讐

作
卜

弘

尹

二

泣

卜

し
卜

し

礼

↓

し

＼

！　 卜

９

９ ．

休

９
ざ

７
ｒ

鴎

吟

さ心 球

印

宍　ご

卜 、

９ ？　 ‾ｉ

？

’
？

Ｑ

乙｛
？

Ｍ

ｉ
Ｘ
　

．
Ｘ

ｔ

９

『

-

卜
　
　
Ｑ
余

翁
　

ぐ

ふ

ﾍﾟ 球

①

こ

こｆ心 妙李

サ

ル

･ , べ

~~･　･;.･’

S :9 廻

｀　９

ラ ／

た ー.6 一一､ ．．．、 ．－ 、

５

刄

ｔ

５

１

７

川

］
い

’ｙ

靫
ｙ

忿

タ
ク
宍

５
３

斟

り` ー 】

“ 。丿14 ‘州

41 ≒l 
一 ・

,¶¶ －¶－l ’
。j‘

率

。XI

I　 ’41

ヽil
心l ～l

べl べ

八

巾

の

● I I 〃 ■¶ ･

岬 ’

１１

４ぐ

．．一 一一一一一 一一ヴ ‾之

第３章　村 の近 世

驚 長 防 止

ゴ ゴ ４ Ｌｊ ４
４　

ビ Ｊブ:手 ‘

荒 乱 恕 ごT 比
比 丿 ）

恥

ぷしlsこr!ぷ･ -,l？!-,七sこ ｙl,‘ 』，
‘’　 とﾉ　‘ けしごｰし1ご

Ｘ

心 ゜1　゙ 　 妬

ぷ ぶし 自

... ？･一一．　/

亀

４

）
　

Ｍ
ｇ

Ｓ
７９
　

￥
９

＠
　
X
;

９

ｙ

昔

に

１
'
１
 

．
 

ｊ

蓉

寥

萱

皆

奮

令

心

XI ｡

－iり

,や　　言
で ゛ 曹

昔 気概岑

4
9
　
９
7

亀
　
　
奎

娶

気 斗 氏

､､べ　

ｇ

に　 ７

喩

忿

ｔ

乱

ｉ
驚

ご こ戈こ
宮

ル ？ヽ

ポ

！　 ４ ユ

言

卜

Ｊ
:
　

４

４

￥

加
　

“
｀゙
　

』
’゙

↓

芒
　

で

烏

（

重
子

．
、『

ｔ

・

ｌ

！

Ｉ

Ｉ

Ｉ

゛
Ｉ

Ｉ

・

‐

．
．

‘
Ｓ
"

‐

”

‾

’
４

‘
ｉ

’ｉ

Ｓ
４

．
‐．

ｉ
ｆ

町 収

・ X S

2 釦

圖



道 と 往 来第３節

一
、
表
六
間

三
十
間

六
畝
歩
　
　
　
　
　

仁
右
衛

門

一
、
表
六
間

三
十
開

六
畝
歩
　
　
　
　
　

五
介

一
、
表
六
間

三
十
間

六
畝
歩
　
　
　
　
　

源

右
衛

門

一
、
表

六
間

三
十
間

六
畝
歩
　
　
　
　
　

九
蔵

一
、
表
六
間

三
十
間

六
畝
歩
　
　
　
　
　

藤

左
衛

門

一
、
表

六
間

三
十
間

六
畝
歩
　
　

窪
村

の
彦
右
衛

門

一
、
表
六
間

三
十
間

六
畝
歩
　
　
　
　
　

七
右
衛

門

一
、
表
六
間

三
十
間

六
畝
歩
　
　
　
　

喜
介

問

屋

一
、
表
十
弐
間
三

十
間
壱
反
弐

畝
歩
　
　

庄
右
衛
門

一
、
表
十
弐
間

十
五
間

六
畝
歩
　
　
　
　

市

左
衛

門

ヽ
　

十
三
間

の
内

ひ
ろ
さ
せ

ま
さ
な
ら

し
て

一
　
表

十
三
間

十
三
間

半
六
畝
歩

勘
右
衛
門

一
、
表
居
屋

敷
口

地
ノ
分

廿
間

廿
五
間
　

壱
反

六
畝

廿
歩
　
　

伝

左
衛
門

一
、
是

は
右

の
屋

敷
に
只
今

そ
へ
分

五
間
十

六
間
　

弐
畝

廿
歩
　
　
　
　

同
　

人

二
口
／
壱
反

九
畝
十
歩
　
　
　
　
　
　

伝

左
衛
門
屋
敷

町
屋
敷

の
分

合
弐
町

六
畝
十

六
歩

一
、
壱
間

廿
三
間
　

弐
拾
三
歩

茂
吉
伝
三
郎
屋
敷

の
新
み

ぞ
に
引

一
、
壱
間

十
三
間
　

十
三
歩

市

左
衛
門

屋
敷
の
新
み

ぞ
に
引

一
、
壱
間

三
十
間
　

壱

畝
歩

喜
右
衛
門
屋
敷
よ
り
忠
右
衛
門
敷
屋
の
中
迄
の
新
溝
に
引

一
壱
間
十
四
間
　
　
拾
四
坪

九
郎
右
衛
門
と
七
介
屋
敷
に
掟
め
し
新
み
ぞ
に
引

合
弐
畝
廿
歩
　
只
今
引

此
外
の
み
ぞ
は
先
み
ぞ
と
立
用
也

一
、
五
間
　
壱
反
九
畝
廿
弐
歩

百
十
八
間
町
通
の
道
に
引

一
、
壱
間
　
廿
五
歩

廿
五
間
　
町
よ
り
北
の
作
場
道
に
引

合
二
反
拾
七
歩
道
の
分

惣
合
　
弐
町
弐
反
五
畝
廿
三
歩

内

弐
反
三
畝
七
歩

新
道
新
み
ぞ
に
只
今
引
き
申
す
可
き
分

慶
安
二
丑
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬

場

五
右
衛
門

十
月
二
日
　
　
　
　
　
村
井
　
八
左
衛
門

作
生
　
次
右
衛
門

加
集

杢

之

介

（
千
桐
屋
文
書
）

大

泉
村
よ
り
北
殿
村

へ
移
る
問
屋

と
伝
馬
役

七
人
の
人
選
は
く
じ
引

き
に
よ
っ

て
決
め
た
よ
う
で
あ
る
。
く
じ
引

き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
事
情
に
つ

い
て
は
つ
ま
び
ら
か
で
な

い
が
、
百

姓
が
移
村

し
て
伝
馬

役
を
勤
め
る
こ
と
は
容

易
な
こ
と
で
は
な
か

っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

２
　

宿
　

役
　

人

宿
場
に
は
、
そ
の
機
構
を
運
営
し
維
持
す
る
た
め
に
宿
役
人
が
置

か
れ
た
。
問

屋

に
は
庄
屋

名
主
以
上

の
家
柄
の
も
の
を
指

名
す
る
の
が
普

通
で
あ
っ
た
。
問
屋

の
ほ
か
年
寄

り
と

い
う
役
人
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
役
人
は
お
お
か
た
世
襲
で

あ

っ
た
。

宿
は
幕
府

の
道
中
奉
行

の
指
揮

を
受

け
る
一
面
、
村

と
し
て
は
領

主
の
支
配

を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

年
寄

は
問
屋

の
補
助

者
で
あ
っ
た
。
問
屋

は
一
宿
一
人
で
あ
る
が
北
殿
大

泉
合

2 肩
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図3-54　 文久 ２年後藤忠一郎（木曽助郷村御検分役）

宿泊のとき の本陣 の表札

宿

だ

か

ら

こ

こ

に

は

二

人

の
問

屋

が

い

た

。

問

屋

の

事

務

を
行

な

う

と

こ

ろ

を
問

屋

場

と
言

い
、

問

屋

・
年

寄

の

宿
役

人

は

日

々

こ

こ

に

詰

め

て

、
公

儀

の
御

用

状

・
御

先

触

の
継

ぎ

送

り
、

公

用

人

馬

の

手
配

、

商

荷

物

の
継

ぎ

立

て

等

の

宿
駅

事
務

の

処

理

を

す

る

。

そ

し

て

人
馬

日
／

帳

に

記

載

し

、

伝

馬

備

人

馬

を

出

動

さ

せ

た

。

こ

の

事

務

処

理

の
手

伝

い
と

し

て

「
問

屋

帳
付

」

を
雇

っ

て

お

き
、

ま

た

人
馬

の
指

引

を

す

る

た

め

「
馬

指

し
」

も

雇

っ

て

お

く

の

が

一
般

で

あ

っ

た

。

宿

駅

に

は
問

屋

の
外

に

大

名

・
旗

本

・
幕

府

役

人

の
宿

泊

所

と

し

て
本

陣

が
置

か

れ

る

の

が
普

通

で

あ

っ

た

が
北

殿

大

泉

合

宿

に

は
問

屋

が
本

陣

を
兼

ね

た

。

（
北
殿
問
屋
資
料
に

つ
い
て
下
に
掲
げ

る
間
取
り
以
外
門
外
不
出
に

つ
き
北
殿
宿
に

つ
い

て

の
詳
細
は
判
明
し
な
い
）

３
　

人

馬

の

継

ぎ

立

て

宿

場

の
最

も

重

要

な

仕

事

は
、

人

馬

に

よ

る

継

ぎ

立

て

で

あ

る

。

そ

の

た

め
各

宿

は
、

規

定

さ

れ

た
人

足

や

馬

を

常

備

し

て

、

継

ぎ

送

り
に

支

障

の
な

い
よ

う

準

図3-55　 嘉 永年代問屋間取 り（北殿問屋文書）
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備

し
て
い
た
。
大
泉
北
殿
合
宿
で

は
松
島
宿

か
ら
人
々
荷
物

を
継

ぎ
立
て
、
伊

那

部
宿

へ
送
り
、
伊

那
部
宿

か
ら
の
も
の
は
松
島
宿

ま
で

送
っ
て
い
た
が
、
大
通
行

の
時

は
こ
こ
に
常
備

さ
れ
た
人
馬

だ
け

で
は
不
足

す
る
場
合

が
あ
り
、

そ
の
時

は

役
所
に
願

い
出

て
、
村
高
に
応

じ
て
人
馬

を
差

し
出

す
よ
う
助
郷
村

が
決

め
ら
れ

て
い
た
。
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
の
「
北
殿
宿
助
郷
人
馬
割
賦
帳
」
に

よ
る
と
、

①
○

付石

00

①

図3-56　 大泉北 殿宿助 郷絵図（千桐屋文書）

御

通

行

の
度

御

支

配

役

所

へ

願

い
上

げ

助

郷
仕

村

々

此

の

形

大

通

行

の
際

助

郷

仕
候

村

々

此

の

形
　

伊

那

街

道

宿

村

々

堀

大

和

守

の
通

行

の

際
に

は
、

大

泉

村

・
羽

広
村

・
上

戸

村

・
中

条

村

・

与

地

村

・
大

萱

村

・

神
子

柴

村

・
田

畑

村

の

九

か
村

が

割

り
当

て

ら

れ

て

い

た

。

さ

ら

に
不

足

す

る
場

合

は
、

吹

上
村

・

富
田

村

・
中

曽

根

新
田

村

・

福

島

村

・
野

口

村

・
中

坪
村

・
ハ

ッ

手
村

の

八

か
村

が

増
助

郷
村

と

し

て
助

け
合

い

を

す

る

こ

と

に

決

め

ら

れ

て

い
た

。

大

泉
北

殿

宿

の

通
行

量

に

つ

い

て

は
、

明

治

二
年

「

宿
由

緒

其

の
外

取

調

書

上

帳

」

の
中

の
北

殿

宿

人
馬

継

立
表

に

は
元

治

元

年

（
一
八
六
四
）
か

ら
五

か
年

間

の

勤

め

数

が

記
録

さ

れ

て

い

る

。

そ

の

一

か
年

で

人

足

一

九

二

八

人
、

馬

三

一

七
匹

が

勤

め

に

出

て

い
る

。

宝
暦
四
年
北
殿
宿
助

郷
人
馬
割
賦
帳

覚

一
、
本
馬
七
匹
　

人
足
八
人
　
　
　
　

大
泉
村

一
、
本
馬
六
匹
　

人
足
六
人
　
　
　
　

羽

広
村

一
、
本
馬
四
匹
　

人
足
五
人
　
　
　
　

上
戸
村

一
、
本
馬
三
匹
　

人
足
四
人
　
　
　
　

中
条
村

一
、
本
馬
三
匹
　

人
足
三
人
　
　
　
　

与
地
村

一
、
本
馬
五
匹
　

人
足
五
人
　
　
　
　

大
萱
村

一
、
本
馬
四
匹
　

人
足
六
人
　
　
　
　

神
子
柴
村

二

本
馬

六
匹
　

人
足

七
人
　
　
　
　

田
畑
村

一
、
本
馬
三
匹
　

人
足
三
人
　
　
　
　

南
殿
村

右

は
堀
大
和
守
様
明
後
廿
日
御
通
り
遊
ば
さ

れ
候
に

依

り
村

々
へ
人
馬
御
助
前

々
の
通
り
頼
み
入
り
存

じ
候

尤
も
一
か
村

よ
り
才
料

一
人
ず
つ
御
差
添
え
廿
日
明

六
つ
時

相
違
無
く
問

屋
前

へ
参
着

候
様

に
御

申
し
付
け
為

さ
れ
下

さ
る
べ
く
候
、
其

の
為
以
上

亥
五
月
十
八
日

殿
村
問
屋
　
　

倉
田
三
郎
兵
衛

大

泉
村
問

屋
　
原
　

吉

丘（

衛

2 銘



第３章 判゙ の近世

右

村
名
主
衆
中

御

年

寄

衆

中

北
殿
宿
人
馬
継
立
表

（
明
治
二
年
北
殿
宿
由
緒
其

の
外
取
調
書
上
帳
）

一
、
人
足
　

千
九
百
弐
拾
八
人
　
　
　
　
　

元
治
元
子
年

馬
　
　
　

三
百
拾
七
疋
　
　
　
　
　
　
　

立
辻

一
、
人
足
　

八
百
二
拾
三
入
　
　
　
　
　
　

慶
応
元
丑
年

馬
　
　
　

百

六
拾
八
疋
　
　
　
　
　
　
　

立
辻

一
、
人

足
　
千
四
百
壱

人
　
　
　
　
　
　
　

慶
応
二
寅
年

馬
　
　
　

百

六
拾

七
疋
　
　
　
　
　
　
　

立
辻

一
、
人
足
　

七
百
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　

慶
応
三
卯
年

馬
　
　
　

百
六
拾
二
疋
　
　
　
　
　
　
　

立
辻

一
、
人
足
　

四
千
八
百
八
拾
五
人
　
　
　
　

明
治
元
辰
年

馬
　
　
　

二
百
拾
三
疋
　
　
　
　
　
　
　

立
辻

合
人
足
九
千
七
百
三
拾
七
人
　
　
　
　
　
　

五
加
年
分

馬
　
　
　

千

弐
拾

七
疋
　
　
　
　
　
　
　

立
辻
不
用

流
共

（
中

宿

文

書

）

（
千
桐
屋
文
書
）

宿
で
の
継

立
人
馬

の
賃
銭

は
、
定
額

で
宿
問
屋
に
支
払

わ
れ
て
い
た
。

正
徳
年
間

の
北
殿

宿
よ
り

の
公
定
駄
賃

を
み

る
と
、
松
島
宿

へ
は
、
人
足

一
人

に

つ
き
、
二
四
文
、
馬
一
匹
に

つ
き
四
八
文
で
あ
り
、
伊
那
部

宿
へ
は
人
足
一
人

に

つ
き
四
〇
文
、
馬
一
匹
に

つ
き
七
九
文
で
あ
っ

た
。

御
定
賃
銭
は
、
正

徳
元

年
（
一
七
一
一
）
に
定
め
ら
れ
た
も

の
が
基
準
に
な

っ
て

基
準
賃
銭
と
さ
れ
、
そ
れ
を
元
賃

銭
と
呼

ん
で

い
た
。

上
記

の
駄
賃

表
の
中

の
人
足
は
、

一
人
持
ち
の
荷
量
五
貫
長
持
三
〇

貫
一
棹
に

は
六
人
掛
り
の
定
め
。
本
馬
は
、
荷
付
馬
で
一
駄
四
〇
貫
。
軽
尻
は
、
空
尻
・
乗

尻
な
ど
と
も
い
い
、
荷
付
け
の
場
合
は
、
本
馬
の
半
分
の
二
〇
貫
。
ま
た
、
荷
な

表3-40　 北殿宿よりの公定駄賃表

(明治２年北殿千桐屋文 書)

元 貧 銭
(正徳年 間)

当時賃 銭
(明治 ２年)

松這

の懸

宿言

人足１人

本馬１疋

軽尻１疋

24文

48文

32文

184文

372文

248文

八諮

回

心

人足 １人

本馬 １疋

軽 兄１疋

40文

79文

53文

312文

617文

414文

し
と
い
っ
て
人

を
一

人
乗

せ
、
時
に
は
一
人
と
五
貫
く

ら
い
の
荷
を
つ
け
る
。

こ
の
御
定
賃
銭
増
額
の
経

過
は
、
明
ら
か
で
な
い
が
、

北
殿
宿
の
場
合
は
、
正
徳
年

間
の
元
賃
銭
と
比
較
し
明
治

に
入
っ
て
七
倍
強
に
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
御
定
賃
銭

の
規
定
は
、
そ
の
時
の
相
場

に
合
わ
ず
非
常
に
安
く
、
と
き
ど
き
値
上
げ
さ
れ
て
も
、
支
払
わ
れ
る
人
馬
の
賃

銭
は
不
足
し
た
の
で
、
そ
の
差
額
は
、
宿
駅
や
助
郷
の
負
担
に
な
っ
て
い
た
。

４
　
北
殿
村
と
大
泉
村
伝
馬
役
の
紛
争

大
泉
村
か
ら
北
殿
村
へ
宿
が
移
さ
れ
て
以
来
合
宿
と
し
て
問
屋
伝
馬
役

を
半

々
に
勤
め
て
来
た
。
と
こ
ろ
が
大
泉
か
ら
引
越
し
て
来
た
者
た
ち
は
、
北
殿
村
に

居
住
し
な
が
ら
北
殿
村
の
家
帳
に
つ
け
ず
、
大
泉
村
の
人
別
帳
に
載
せ
大
泉
村
の

支
配
下
に
あ
っ
て
、
北
殿
村
名
主
の
支
配
を
受
け
ず
、
さ
な
が
ら
大
泉
村
の
飛
び

地
の
よ
う
な
か
っ
こ
う
で
、
一
種
の
治
外
法
権
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
合
宿
と
な

っ
て
以
来
、
こ
の
状
況
の
も
と
で
両
者
は
問
屋
伝
馬
役
を
勤
め
続
け
て
来
た
が
、

正
徳
三
年
に
大
泉
村
は
代
官
が
平
岡
三
郎
右
衛
門
に
な
っ
て
北
殿
村
は
都
築
小
三

郎
で
別
の
支
配
者
に
な
っ
た
。
北
殿
村
で
は
翌
正
徳
四
年
四
月
名
主
・
総
百
姓
代

よ
り
代
官
宛
に
書
付
を
も
っ
て
、
大
泉
村
の
者
を
北
殿
村
の
支
配
下
に
す
る
よ
う

訴
訟
を
起
こ
し
た
。

2 混
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「
恐

れ
な
が
ら
書
付

を
も

っ
て
御
訴
訟
申
し
上
げ
候
御
事

…
…
右

七
人
の
者

ど
も
大
泉
村
支
配
に
ま

か
り
な
り
、
北
殿
村
御
田
地

の
内
に
居
住
仕

り

な
が
ら
家
帳
等
そ

の
外
北
殿
村

の
支
配
請
け
申

さ
ず
候
。
当
村

の
儀
困
窮
村
に
御
座
候
え

ば
村
役
勤
め
申
す
百
姓
多
く
御
座
無
く
、
何
と
も
迷
惑
に
存
じ
奉
り
候
。

…
…
大
泉
村
よ
り
出
で
申
し
候
伝
馬
問
屋
七
人

の
者
ど
も
向
後
北
殿
村

の
家
帳
に
御
付
け

遊
ば
さ
れ
百
姓
共
々
支
配
に
ま
か
り
な
り
候
よ
う
に
仰
せ
付
け
な
さ
れ
、
下

し
置
か
れ
候

わ
ば
有

難
く
存

じ
候

、
以

上
」

正
徳
四
年
午
四
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
州
伊
奈
郡
北
殿
村

名
　
　

主
　
政
右
衛
門

惣
百
姓
代
　

勘
左
衛
門

（
中
宿
文
書
）

こ

の
訴

え

に

つ

い
て

代

官

所

吟

味

の
際

、

大

泉

村

伝

馬

六

人

と

問

屋

が

連

名

で

口

上

書

を

も

っ
て

次

の

趣

旨

の

答

弁

を

し

て

い
る

。

北

殿
村

へ

出

宿

し

た

者

は

居

屋

敷

の

御

年

貢

は

北

殿

村

へ

差

し

出

し

、

居

屋

敷

に

掛

る

諸

役

夫
銭

は
年

々
北

殿

村

の

庄

屋

へ

渡

し

て
来

た

。

北

殿

村

へ
家

作

し

た

の

は
上

様

よ

り

の
仰

せ
付

け

で
や

む

を
得

な

い

こ

と

で

あ

っ

て
、

北

殿

村

家

帳

に

記

載

す

れ

ば
、

大

泉

村

に

持

っ

て

い

て
百

姓

勤

め

を

し

て

来

た
分

の
高

役

が

勤

め
ら

れ
な

く
な

る

こ
と

。
北

殿

村

へ
引

っ
越

す
際

、

御

地

頭

様

よ

り

大

泉

村

人

別

帳

に

書

き

入

れ

て

大

泉

村

支

配

と

決

め
て

く

れ
、

そ

れ
以

来

御

領

御

私

領

と

た

び

た

び

支
配

者

が
替

わ

っ
て

も

両

村

互

い
に

何

の
申

し

分

も

な

く

、
御

伝

馬

役

往

来

役

を

怠

り

無

く

六
〇

余

年

勤

め

て

来

た

。

大

泉

町

問

屋

伝

馬

役

の

も

の

ど

も

は
大

泉
村

古

来

の
百

姓

で

あ

る

か

ら
、

北

殿
村

御

百

姓

に

な

っ
て

は
大

泉
村

の

高
役

を
勤

め

難

い
か

ら
前

々

ど

お

り
に

し

て

お

い
て

ぽ
し

い
と

い
う

の

で

あ

る

。

こ

の
両

者

の
言

い
分

に

対

し

さ

ら

に

五

月

と

八
月

吟

味

が
な

さ

れ

た
と

き

の
両

者

の
口

上

書

に

よ

る

と

、

大

泉

村

よ

り

引

越

し

て

来

た
伝

馬

役

は

六
匹

分

の
う

ち

二
匹

分

は

二

人

で

勤

め

、

四

疋

分

は
百

姓

八

入

で

勤

め

計

一

一

人

で

伝

馬

問

屋

役

を
勤

め

て
来

た

。

そ

の

後
、

勝

手
悪

い
者

は
家

屋

敷

を

売

っ

て
大

泉

へ
帰

っ

た

。

け

れ

ど
も

数

度

そ

の
数

は
増

減
し

た

が
、

六
匹

分

の
勤

め

は

怠

り

な

く
果

た

し

て

来

た

。
大

泉

村

出

宿

の
者

は
今

ま
で

通

り
に

し

て

く

れ

と

い

う

の
に

対

し

、

北

殿

村

で

は
、

ぜ
ひ

と

も

家

帳

人

別

は
北

殿

村

へ
記

載

し

て
北

殿

村

の
支

配

を

う
け

る

よ

う

に

、

ま

た
、

大

泉

村

か
ら

来

て
北

殿

村

に

い
て

は
大

泉

村

の
役

を
勤

め

る

こ

と

が

で

き

な

い
と

申

す

者

は
、

北

殿

村

地

主

へ
渡

す

よ

う

仰

せ

っ
け

て

く

れ

れ
ば

こ

ち

ら

で

伝

馬

役

を

勤

め

る

か

ら

そ

の
上

う

に

し

て

く

れ

と

い

い

ば

っ
た

の
で

あ

る

。

こ

の

ほ

か

年

貢

、

諸

夫

銭

、

御

法

度

触

等

の
こ

と

等

の
互

い

の
訴

え

が

あ

っ

た

の

に

対

し

て

、
正

徳

五

年

六

月

裁

断

を
下

さ

れ
両

者

の
取

替

証

文

に

よ

っ

て

事

件

が
落

着

し

た

。

そ

の

要

点

は

次

の

と

お

り

で

あ

る

。

①
　
大
泉
村
出
宿

の
家
数
拾
軒

の
内
大

泉
よ
り
引
越

し
た
ま
ま

の
五
人
は
大

泉
村

人
別
家

帳
に
記
載
し
家

役
は
大
泉
村

へ
、
他

の
五
人
は
大
泉
よ

り
引
越

し
た
跡
式

が
段

々
に
入

れ
代

っ
た
か
ら
、
こ
れ

は
当
年
よ
り
北
殿
村
人
別
家
帳
に
記
入
し
て
家
役
人
役
北
殿
村

へ
勤
め
る
こ
と
。

㈲
　
先

の
五
人
の
者
も
跡
式
を
、
そ
の
子
、
兄
弟
、
伯
父
、
甥
に
譲
渡
す
れ
ば
前

々
の
と

お
り
大
泉
村
人
別
家
帳
に
記
す
が
、
そ

の
外

の
親
類
縁
者
に
譲
渡
し
た
場
合
は
跡
目

の

者
は
早
速
北
殿
村
人
別
家
帳
に
記
す
こ
と
。

○
　

今

ま
で
出

宿
の
者

は
居
屋
敷
高
へ
掛

か
っ
た
諸
役
等
は
北
殿
村
へ
勤

め
、
家
役
人
役

は
大

泉
村

へ
勤

め
て
来
た
が
、
用

水
、
道
、
橋

、
掃

除
、
普

請
入
用

の
人
足
等
は
居

住

の
所

へ
勤

め
る
の
が
筋

で
あ
る
か
ら
、
人
足
出
銭
共
北
殿
村

名
主
の
触
れ
次
第
勤

め
る

㈲
　

氏
神
・
水

神
祭
・
雨
乞
祭
・
風
祭

そ
の
外
家
別
に

か
か
る
出
銭

は
大
泉
村
家
帳
に
記

載
し

た
五
人

は
北
殿
村
よ
り

は
割
り
懸
け

な
い
こ
と
。

㈲
　

麻
畑
を
上
畑
な
み
に
扱

っ
て
来
た
が
以
後
、
麻
畑
と
上
畑

は
別

々
の
石
盛
り
で
御
年

貢
諸
役
を
勤
め
る
こ
と
。

㈲
　

問
屋
当
番
は
出
宿
の
者
五
人
が
北
殿
村
家
帳
に
記
載
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
以
後

285
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は
北
殿
村
が
壱
か
月
の
う
ち
二
〇
目
、
出

宿
の
者
が

Ｉ
〇
日

宛
勤

め
る
こ
と
。

⑦
　

借
家
を
貸

せ
た
り
、
二
、
三
日

も
逗
留

す
る
旅
人
の
あ
る
と
き
は
、
北

殿
家
帳
に
記

し
た
出
宿
の
五
人
は
北
殿
村
の
名
主
問
屋
に
断
る
こ
と
。
大

泉
村
分
の
五
人
は
大

泉
村

名
主
方
へ
断

り
北

殿
村
へ
も
断

る
こ
と
。

㈲
　

北
殿
村
分
田
畑
屋
敷
を
持

っ
て
い
た
も
の
を
質
物
に
す
る
か
、
譲
り
渡
す
と
き
は
北

殿
村
名
主
組
頭

の
印
形
手
形
を
も

っ
て
き
め
る
こ
と
。

二
　

中
　
　
　

馬

Ｈ
　
概
　
　
　
説

中
馬
は
江
戸
時
代
に
農
家
が
そ
の
地
の
生
産
の
野
菜
や
穀
物
を
換
金
の
た
め
城

下
町
や
宿
場
へ
馬
に
つ
け
て
売
り
に
行
き
、
そ
の
戻
り
に
塩
や
魚
な
ど
日
常
生
活

の
必
需
品
を
買
い
求
め
た
りへ

農
閑
期
に
駄
賃
稼
ぎ
の
副
業
を
し
た
こ
と
に
始
ま

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

最
初
は
脇
往
還
で
あ
る
伊
那
街
道
や
青
梅
街
道
を
中
心
に
発
達
し
庶
民
の
生
活

必
需
品
や
商
業
的
農
産
物
等
を
山
間
地
と
都
会
と
の
間
に
交
流
さ
せ
る
運
輸
機
関

で
あ
っ
た
。

中
馬
と
い
う
こ
と
ば
は
賃
馬
が
転
じ
た
の
だ
と
か
、
中
通
い
馬
を
略
し
か
も
の

だ
と
か
、
中
買
馬
の
略
だ
と
か
手
間
馬
が
な
ま
っ
た
も
の
な
ど
と
諸
説
が
あ
る
。

伊
那
谷
で
中
馬
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
元
禄
以
後
の
よ
う
で
あ
る
。

中
馬
の
馬
方
を
「
馬
追
い
」
と
言
い
、
一
人
が
三
匹
か
四
、
五
匹
の
馬
を
一
綱

と
し
て
宿
場
の
問
屋
を
通
さ
ず
通
し
馬
で
往
来
し
た
。
彼
等
は
菅
笠
に
紺
の
股
引

・
手
甲
・
脚
半
・
腹
掛
け
を
着
け
た
軽
快
な
服
装
の
上
に
合
羽
を
着
た
い
で
た
ち

で
鈴
を
つ
け
た
馬
を
追
っ
た
。

江
戸
時
代
の
交
通
運
輸
は
官
設
の
宿
場
に
常
備
さ
れ
て
い
る
宿
馬
に
よ
る
宿
継

ぎ
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
商
品
荷
物
は
必
ず
宿
場
の
問
屋

を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
問
屋
は
荷
物
に
一
定
の
口
銭
（
庭
銭
と
も

い
う
）
を
課
し
て
そ
れ
か
た

い
じ
な
収
入
源
と
な

っ
て

い
た
。

中
馬
は
農
民

の
間

か
ら
自
然
に
発
達
し

た
在
郷
馬
に
よ
る
副
業
と
し
て

の
農
閑

稼
ぎ
が
多

か
っ
た
か
ら
宿
馬
に
比

べ
て
賃
銭

は
安

く
、
中
馬
が
発
達
し
て
専
業
化

す

る
と
、
生
産
地
と
遠
隔
地
市
場
圈
と

の
直
結
に
重
要
な
意
味
が

あ
っ
た
。
付
け

通
し

至

伏
お
そ
く
ま
で
歩

き
、
荷
物

は
早

く
先
方
に
着

き
損
傷
も
少

な
い
。
そ

の

た
め
商
人

も
荷
物

を
宿
継

ぎ
に
し

な
い
で
、
中
馬
に
運
搬

を
依
頼

す
る
よ
う
に

な

る
と
、
宿
馬

は
だ
ん
だ
ん
さ
び
れ
、
問
屋

の
収
入

が
減

じ
て
問
屋
業

が
成

り
立
ち

難
く
な
る
。
そ
こ
で
官

許
の
問
屋

・
宿
場
側

は
免
許

を
盾
に

と
り
伝
来

の
権

威
に

よ
っ
て
勢
威

を
振

い
、

宿
々
で
は
中
馬
荷

物
を
押

さ
え
、
口
銭

を
払

わ
ね
ば
通
さ

な
い
、
中
馬
荷

物
も
商
人
荷

物
同
様
に
見

て
、

宿
継

ぎ
に
す
べ
き
だ
と
の
権
利

主

張

を
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
江
戸
時
代

も
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
～
七
三
）
以

後
に

な
る
と
商

人
と
結

び
っ
い
た
中
馬

と
、

宿
場

の
問
屋

と
の
間

に
し
ば
し
ば
紛
争

を

繰

り
返

し
た
。
明
和
元
年

二

七
六
四
）
の
裁
許
に
よ
っ
て
中
馬

側
の

勝

訴

と

な

り
、
中
馬
慣
行

は
公

け
に
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
裁
許
に

よ
っ
て
村

数
と
馬

数
、

道

筋
が
決

定
さ
れ
た
。
松

本
を
中

心
に
北

は
善
光
寺

ま
で
、
南

は
名
古
屋
岡
崎
、
豊

橋

ま
で
、
東
は
甲

府
お
よ
び
高
崎
辺
に
至
る
街

道
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
裁
許
に

お

い
て
認
め
ら
れ
た
村
数
、
馬

数
、
通
路
の
規
模
か
ら
み
て
、
こ
の
地
方
の
生
活

に
中
馬
が

い
か
に
大

き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
た
か
が
推
測
さ
れ
る
。

そ
の
後
も
な
お
紛
議
を

か
も
し
た
り
、
新

た
に
進
出
し
て
き
た
三
州
馬
と
の
争

い
な
ど
が
あ
り
な
が
ら
な
お
盛
行
を
続
け
、
明

治
に
な

っ
て
交
通
変
革
と
共
に
し

だ

い
に
衰
微
し
、
明

治
一
〇
二

一
〇

年
代

に
は
中

牛
馬

会
社
が
設

立
さ
れ
、
道
路

の
改
修
や
運
送
馬
車

の
発
達
な
ど
に
よ

っ
て
衰
微
し

た
。

≒
　

伊
那
の
中
馬

中
山
道
等

の
五
街
道
は
公
用

人
馬

の
通
行
が
頻
繁
に
な
る
と
貨
物
が
宿
駅
に
停

滞
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
、
庶
民

の
生
活
に
支
障
を
生
ず
る
こ
と
が
多

か
っ

た

。
し

た
が

っ
て
元

来
は
百

姓
が
農
閑
期
に
副
業
と
し
て
駄
賃
稼
ぎ
を
し
て

い
た

2 涯
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表3-41　 中馬の馬 宿記（伊那街道高遠原板屋）弘化３年（1846 ）10 ～11月

日　　付 宿　泊　人　名 馬数 泊数 泊 賃 ｌ　　 備　　　　　　　 考

10月２日

//

μ

5

μ

μ

μ

//

7

10

μ

11

//

//

17

μ

//

28

11.6

μ

μ

7

10

//

11

μ

17

20

μ

22

26

μ

μ

μ

μ

28

30

μ

//

μ

大泉　宇　兵　衛

大泉　勇　太　郎

木ノ下平　太　郎

木ノ下丞　　　 吉

木ノ下平　太　郎

大泉　文 五右衛門

田畑　太 郎左衛門

大泉　勇　太　郎

大泉　宇　兵　衛

大泉　文 五右衛門

大泉　善　 之　丞

大泉　勇　太　郎

大泉　宇　兵　衛

大泉　小　 四　郎

大泉　文 五右衛門

大泉　宇　兵　衛

大泉　勇　太　 郎

大泉　善　 之　丞

大泉　文五右衛門

大泉　庄　　　 八

大泉　峰　 次　郎

木 ノ下丞　　　 吉

大泉　文 五右衛門

大泉　庄　　　 八

大泉　勇　太　 郎

大泉 文 左 衛 門

木ノ下丞　　　 吉

大泉　宇　兵　衛

大泉　勇　 太　郎

大泉　文 五右衛門

大泉　宇　兵　衛

大泉　勇　太　 郎

大泉　文 五右衛門

大泉　善　之　丞

大泉　庄　　　 八

大泉　善　之　丞

大泉　恒　　　 吉

//

μ

μ

疋３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

４

３

３

４

５

３

３

４

３

２

２

３

３

２

３

２

３

３

３

３

３

３

３

４

３

４

３

３

３

２

２

２

２

２

２

１

１

２

２

２

１

２

２

２

２

２

２

１

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

１

２

２

２

２

文
貫778

748

762

748

748

324

324

748

748

748

1,024

748

748

948

1,138

748

748

1,024

848

677

677

748

1,031

613

748

613

748

748

748

748

748

748

748

884

456

1,024

748

748

748

613

米 皿5 升）不明（0.5升 ）

米 （1.5）

米 （1,5）ロ ーソ ク（1丁打豆（6）稗（6））

米 （1.5）

米 （1,5）

一

一

米 （1.5）

米 （1.5）

米 （1.5）

米 （1.5）

豆 ㈲ 稗 ㈲ 米 ㈲

米 （1.5）

稗 （8）

稗（8）

（但 ２人米 はぬけ）

米 （1.5）

米 （1.5）

豆 ㈲ 稗 ㈲ 米 ㈲

米 （1,5）

米 （2）

米 （2）

米 （1.5）

米 （2.5）柿皮 （2貫700匁）

米 （1.0）

米 （1.5）

米 （1.0）

米 （1.5）

米 （1.5）

米 （1,5）

米 （1.5）

米 （1.5）

米 （1.5）

米 （2.0）

米 （2,0）

米 （40）豆稗 （4.0）

米 （1.5）以下 ４筆共恒吉名饌

米 （1.5）

米 （1.5）

米 （1.5）

１

２

28Z

備考欄は，米 ・豆・稗 その他 の売上で，宿泊賃に加算し てある。計算 の方法は「宿払定」による。

30 剛こ恒吉の勘定 が４筆ある がおそ らくは恒吉がこの月のうちに泊った分を，こ の日に支払いしたものであ ろう。

（『上伊那誌歴史 篇』より）
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中
馬

が
、
商
品

の
運
搬
を
す
る
よ
う
に
な
り
、
公
用
人
馬

の
混
雑
し
な

い
脇
往
還

が
多
く
利
用

さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
な
か
で
も
伊

那
街
道
は
中
馬
が
最
も
盛
ん

に
往
来
す
る
往
還
で
あ

っ
た
。

同

一
路
線
上
を
荷
物
を
運
搬
す
る
中
馬

と
宿
場
問
屋

と

の
間

に
対
立
紛
争

の
起

こ
る

の
は
自
然

の
成
り
行
き
で
あ

っ
た
で
あ

ろ
う
。
そ
の
紛
争
を
な
る
べ
く
避
け

る
た
め
に
中
馬

宿
は
宿
駅

よ
り
も
、

宿
駅
を
外

れ
た
方
が
、
好

都
合

で
あ

っ
巡

で

あ
ろ
う
。
松
島

宿
の
南

の
木
下
、
赤
須
上
穂

宿
の
南

の
小
町
屋
、
片
桐

宿
の
北

の

高
遠
原
等
に
中
馬

宿
が
発
達
し

た
。

伊

那
街
道

の
中
馬

は
頻
繁

で
飯
田

の
ご
と
き
は
「
日
々
入
馬

千

匹
、
出

馬

千

匹
」

と

い
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に

は
本
村

の
馬

も
ま
じ
っ
て

い
た
。

村

を
出

て
飯
田

へ
往
復

す
る
に

は
途
中
で
泊

ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
飯
島
町

七
久
保

あ
た
り
に
宿
泊
し

た
よ
う
で
あ
る
。
表
3
1
4
1
の
弘
化
三
年

一
八
四
六
）
の
中
馬

の
馬
宿
記

（
飯
島
町
七
久
保
板
屋
文
書
『
上
伊
那
誌
歴
史
篇
』
）
に

よ

る
と

Ｉ
〇
月
一
一
月
二

か
月
間
に
木
下
、
田
畑

の
馬
追

い
も
泊

っ
て
い
る
が
大

泉

の
馬
追

い
が

Ｉ
〇
名
、
馬
は
二

七
匹
泊

っ
て

い
る
。

こ

の
と
き

の
宿
泊
料
は
次

の
と
お
り
で
あ

っ
た
。

一一-
一

宿
払
い
定
め
（
弘
化
三
年
）

五
百
三
拾
弐
文
　
　

弐
匹
迄

弐
百

六
拾
六
文
　
　

弐
匹

一

三
百

廿
四
文

六
百

四
拾
八
文

七
百

六
拾
四
文

三
百

八
拾
文

六
拾
四
文

七
拾
弐
文

三
匹
迄

三
匹
迄

四
匹
迄

四
匹
迄

米

一
升
代

豆

一
升
代

尤
豆
稗
米

ぬ
け

是
も
同
じ

是

も
同

じ

是

も
同

じ

是

も
同

じ

是

も
同

じ

二
夜
泊
り

一
夜
泊
り

一
夜
泊
リ

ニ

夜
泊
り

二
夜

也

一
夜

（
『

上

伊

那

誌

』
）

目

中

馬

紛

争

１
　

百

姓

馬

の

付

け

通

し

中

馬

は

荷

物

を

宿
問

屋

と

か

か

お

り

な

く
付

け

通

す

の

で
中

馬

の
発

達

は

宿
問

屋

の
業

務

の

減

少

を

来

た

す
結

果

と

な

る

た

め
、

両

者

の
利

害

は
相

反

し
、

し

ば

し

ば

紛
争

を

起

こ

し

た

。

寛

文

一

三
年

（

コ
（

言

二
）
飯

田

・
大

島

・

塩
尻

の
問

屋

が
中

馬

か

ら
役

銭

を
と

っ

た

。

こ

れ

を
不

当

と

し

て
宮

木

・
大

出

・
小

野

の
中

馬

村

が
問

屋

側

を
相

手

ど

っ

て

出

訴
に

及

ん

だ

。

そ

の
裁

決

は
中

馬

の
通

し
馬

自

由

を
公

認

し

、

中

馬

側

の

勝

訴

と

な

っ

た

。

そ

の

裁

許

状

を

次

に

掲

げ

る

。

寛
文
十
三
年

六
月
　

宮
木
村
・
飯
田
一
宿
等
中
馬
出
入
裁
許
状

覚

信
州
宮
木
村
・
大
出
村
・
小
野
村

の
百
姓
と
飯
田
・
大
島
・
塩
尻
問
屋
共
訴
論

の
事
。

売
買

の
荷
物
自
分

の
馬
に
て
通
し
候

処
、
右

の
問
屋
共
、
荷
物
を

お
さ
え
、
或

い
は
本
駄

賃

の
半
分
又

は
荷
物
上
ま
へ
搬
め
取

る
の
由
不
届
き
に
候
。

向

後
堅

く
こ
れ
を
停

止
候

。
然

れ
ば
商

人
の
荷
物
出
所
よ

り
の
通
し
馬
は
其

の
通
り
為

す
可

し
。
次
馬

の
荷
物

は
海
道
並
み

の
駄
賃
に
て
宿
継
ぎ
に
こ
れ
を
通
す
べ
し
。

自
今
以
後
此
旨
相
守

る
べ
し
。
但
て
後
鑑
証
文
此

の
如
く
双
方
へ
下
し
置
く
者
也

寛
文
拾
三
年

葵
丑

六
月
廿
五
日

（
甲
斐
庄
正
親
）

甲
斐
　

喜
右
印
判

（
杉
浦
正
照
）

杉
　
　

内
茂
印
判

（
宮
城
重
成
）

宮
　
　

若
狭
印
判

（
木
多
忠
利
）

本
　
　

長
門
印
判

（
徳
山
重
政
）

徳
　
　

五
兵
印
判

病
気
（
松
浦
信
貞
）

松
　
　

猪
　
　

右

（
島
田
守
政
）

島
　
　

出
雲

印

判

（
田
畑
門
屋
　
文
書
）

伊
那
街
道

の
中
馬
紛
争

は
江
戸
時
代

の
当
初

か
ら
あ
っ
た
と
み

え
、
脇

坂
氏
の

飯
田
在
城
時
代
に

七
色
荷
（
立
茶
・
紙
荷
・
櫃
荷
・
め
ん
た
い
・
ふ

と

物
・
麻
苧

・
た

ば
粉
）
に
限

っ
て
商
人
荷
と
同
様
に
宿
継
ぎ
と
定

め
ら
れ
て

い
た
が

中
馬

が
こ

れ
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第 ３節 道 と 往 来

ら

の
品

物

を
付

け
通

す

こ

と

が

あ

っ

た

の

で
、

宿
問

屋

中

か

ら

訴
訟

を

起

こ

し

た

。こ

れ
に

対

し

て

伊

那
郡

の
中

馬

と
松

本

商

人

が
伊

那
街

道

拾

六

宿

の
問

屋

を

相

手

ど

っ

て

訴

え

を
起

こ

し

翌
年

裁
断

が
下

っ

た

。

そ

れ
に

よ

る

と
問

屋

側

の

言

い

分

に

は
偽

り

が

あ

る

と
し

て
問

屋

の
惣

代

に

牢
舎

を

申

し

つ
け

、

向

後

諸

色

荷

物

一
切

付

け
通

す

べ

き

旨

の

裁

断

に

よ

り
中

馬

側

の

勝
利

と

な

っ
た

。

そ

の

裁

許

状

は

次

の

よ

う

で

あ

る

。

元
禄
七
年
八
月
伊
那
郡
七
三
か
村
中
馬
出
入
裁
決
状

信
州
伊
奈
郡
七
拾
三
か
村
中
馬
並
び
に
同
国
筑
摩
郡
松
本
町
商
人
と
同
国
伊
奈
海
道
拾

（
継
以
下
同
じ
）

六

宿

問

屋

次

馬

評

論

の
事

中
馬

の
者
申
す
趣
、
伊
奈
海
道
諸
色
商
荷
物
は
、
古
来
よ
り
尾
州
・
三
州
・
松
本
へ
通

し
馬
に
て
通
路
仕
り
来
り
候
。
先

年
中
務
少
輔
信
州
領
知
の
節
、
家
来
方
よ
り
七
色

の
荷

物
宿
次
ぎ
に
致
す
べ
き
旨
、
市
田
村
問
屋
方
へ
書
付
差
し
出
す
に
付
き
、
荷
物
上
ま
え
掠

め
取
り
候
故
、
弐
拾
弐
年
以
前
右
の
段
訴
え
候
処
、
奉
行
よ
り
証
文
こ
れ
を
出
し
、
前
々

の
如
く
通
路
致
し
候
。
然
る
に
去
る
春
問
屋
共
、
七
色
の
荷
物
宿
次
ぎ
に
申
し
付

け
候
由

申
し
立
て
、
荷
物
九
駄
押
し
止
め
挟
由
こ
れ
を
訴
う
。

松

本
町
商
人
申
し
挟
は
、
此
の
方
地
頭

方
へ
拾
六
宿
問
屋
訴
え
挟
は
、
去
る
春
商
人
荷

物
宿
次
に
仕
る
可

き
旨
申
し
付
け
候
故
伊
那
海
道
筋
御
料
・
私
領
七
色
の
荷
物
、
中

馬
に

付
け
さ
せ
ず
挟
処
、
松
本
町
の
者
、
今
も
っ
て
中
馬
に
荷
物
売
り
出
し
候
間
、
向

後
無
用

の
由
連
判
の
訴
状
差
し
出
し
候
。
其
の
上
、
松
本
は
中
売
所
と
申
し
立
て
売
り
遣
わ
し
挟

荷
物
押
さ
え
候
由
こ
れ
を
甲
す
。

拾
六
宿
問
屋
答
え
候
は
、
中
馬

の
者
申
す
通
り
先
年
証
文
出
で
候
節
は
、
出
所
よ
り
の

作
物
ば

か
り
中
馬
付
け
通
し
候
処
、
近
年
松
本
商
人
と
一
味
致
し
、
出
所
よ
り
の
作
物
と

こ

れ
を
申
し
、
松
本
売
買

の
荷
物
付
け
通
し
候
に
付
き
、
去
㈲
こ
れ
を
訴
え
候
処
、
次
ぎ

荷
物
証
文

の
通
り
宿
次
ぎ
に
致
し
候
故
、
尾
州
・
三
州
よ
り

七
色

の
荷
物

の
内
付
け
通
し

候
に
付
き
、
九
百
駄
程
こ

れ
を
押
え
、
も

っ
と
も
松
本
売
買

の
荷
物
付
け
通
し
候
も
、
是

れ
又
九
駄
押
し
止
め
し

の
由
こ
れ
を
申
す
。

右
訴

論
不
分
明
に
付
き
、
検
使
と
し
て
、
岩
手
藤
左
衛
門
手
代
杉
山
儀
兵
衛
・
都
筑
長

左
衛
門

手
代
関
太
郎
兵
衛

を
差
し
遣

し
穿
繋
せ
し

め
し
処
、
先
年
証
文

の
面
、
商
人
荷
物

出
所

よ
り
の
通
し
馬

は
、
そ
の
通
り
た
る
べ
し
と
こ
れ
有

り
。
然

る
を
宿
問
屋
出
所

と
こ

れ
あ
る
は
、
七
色

の
荷
物
作
り
出

す
在
所

よ
り
の
通
し
馬

の
文
言

た
る
由
こ

れ
を
申

す
に

付

き
、
作
り
出

す
在
所

の
者
召

し
寄

せ
詮
儀

を
遂

げ
し
処
、
松
本

に
於
て
、
中
馬
に

売
り

出

し
候
儀
こ
れ
無

き
の
由

口
書
こ
れ
を
出

す
。
其

の
上

、
松
本
町
に
て
売

り
出

す
荷
物
宿

次
た
る
由
宿
問
屋
、
是
れ
又
こ
れ
を
申
す
と
雖
ど
も
、
右
荷

物
拾

六
宿
の
者
買

い
出

し
、

尾
州
・
三
州

へ
付

け
通
し
候
。
弐
拾
四
年
以

前
よ
り
の
庭
帳

並
び
に
七
色

の
荷
物
所

々
よ

り
松

本
へ
付

け
来

り
候
送
り
状
数
通
松
本
町

の
者
所
持
致

す
上

は
、
宿
問

屋
訴
え

の
趣

か

た
が
た
非
分

也
。

然
る
上
は
、
去
る
㈲
荷
物
宿
次
に
申
し
付

け
候
由
、
虚
妄

を
構
え
不
届

き

た

る

に

付

き
、
伊

奈
海

道
宿
問
屋
牢
舎
せ
し
め
畢

ん
ぬ
。
向

後
諸

色
商
荷
物
中
馬
付

け
通

し
一
切

こ

れ
を
妨

ぐ
べ
か
ら
ず
。
後
証
の
為

、
裁
断

の
趣
、
こ
れ
を
書
貪
記
し
三
方
へ
下

し
置

く
者

也
。元

禄
七
年

甲
戌
八
月
十
四
日

（
井
戸
良
弘
）

井

三

十

郎

（
松
平

重
良
）

松
　

美

濃

（
能
勢

頼
相
）

能
　

出

雲

（
戸
田

忠
沢
）

戸
　

能

登

（
稲
生
正

照
）

稲
　

伊

賀

（
川
口
宗
恒
）

川
　

摂

津

（
本
多
正

永
）

本
　

紀

伊

（
松

浦
陳
）

松
　

壱

岐

（
門
屋
文
言

牢

水
三
年
二

七
〇
六
）
に

こ
ん
ど
は
伊
那
中
馬
が
、
伊
那
街
道
は
我
々
の
申
し
受

け
た
道
筋
で
あ
る
の
に
、
筑
摩
郡
村
々
の
中
馬
新
馬

が
中
継
ぎ
（
飯
田
で
の
荷
継
ぎ
）

・
在
継

ぎ
の
訳
を
も
存
ぜ
ず
松

本
商
人
の
買
荷
物
と
称
し
て
偽
せ
仕
切
り
を
も

っ

て
忍

び
の
体
で
通
行

す
る
の
は
許
さ
れ
な
い
と
、
筑
摩
郡
中
馬

と
松

本
商
人
を
相

手
取

っ
て
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
通
ら
ず
、
通
し
馬
、
継
ぎ
馬
と
も

に

い
ず
れ
の
道
筋
も
勝
手
次
第
と
裁
定
さ
れ
た
。
そ

の
裁
許
状
を
左
に
掲
げ
る
。
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村 の 近 世第３章

伊
那
郡
・
筑
摩
郡
村
々
中
馬
出
入
裁
許
状

信
州
伊
那
郡
と
筑
摩
郡
村
々
中

馬
新
馬
の
儀
訴
え
出
で
侠
。

先

年
の
裁
許
書
こ
れ
有
り
と
雖
も
、
道
筋
並
び
に
荷
物
の
品
は
こ
れ
を
相
定
む
る
に
及
ば

ず
、
村
々
よ
り
付
け
出
し
候
荷
物
国
々
へ
往
来
致
す
段
、
い
ず
れ
の
道
筋
も

向

後

通

し

馬
・
次
馬
双
方
勝
手
た
る
べ
き
次
第
、
こ
れ
に
よ
り
先

の
証
文
は
悉
く
こ
れ
を
取

り
上
げ

候
。右

裁

許
の
趣

相
守

る
べ
き
者

也
。

牢

水
三
丙

戌
十
月
廿
五
日

石
尾
氏
信

石
　

阿

岐

（
波

か

）

以
下

一
〇
名
連
印
略

常

理
軒
文
書
）

牢

水
七
年
（
一
七
一
〇
）
に

は
甲
州
宿
で

は
伊
那
・

諏
訪
・
筑
摩

の
中
馬
に

は
商

売
は

Ｉ
切
ま

か
り
な
ら
ず
、
中
馬
宿
も
貸
せ
な

い
と

い
う
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
こ

で
中
馬
業
者
は
そ

れ
ぞ
れ
領
主

の
添
え
状
を
得
て
甲
州

の
奉
行
所
へ
、
古
来

の
と

お
り
に
仰
せ
付
け
ら
れ

た
い
旨
、
願
書
を
出
し

た
。
結
局
は
甲
州
に
お
け
る
中
馬

稼
ぎ
は
自
由
に
な
っ
た
。

２
　

宿
場
の
既
得
権

享

保
年
間

か
ら
宝
暦
年
間

ま
で
は
宿
場
が
中
馬

に
対
し
て
既
得
権
を
守
る
た
め

の
紛
争

の
期
間

と
さ
れ
て
い
る
。

享
保

一

二
　

コ

ー年
（
一
七
三
（

、
七
）
片
桐

・
大
島

・
原
町

宿
と
中
馬

の
争

い

が

あ
っ
た
。
裁
決

は
三
宿

の
宿
継

ぎ
を
認

め
、
残

り
荷

は
中
馬

の
付

け
通
し
自

由

と

さ
れ
た
。

享
保
一
五
年

二

七
三
〇
）
中
馬
側
か
宿
継
ぎ
を
す

べ
き
荷

を
宿
に

お
ろ
さ
ず
小

町
屋
ま
で
付
け
通
し
て
荷
替
え
を
し

た
た
め
、
上
穂
・
赤
須

の
問
屋
が
出
訴
し

て

結
局
は
前
年
享
保

コ

ー年
と
同
様

の
裁
許
と
な

っ
た
。

元

文
四
年

二

七
三
九
）
に
は
高
遠
中
馬
が
金
沢
宿
に
荷
物

の
口
銭
を
取
ら

れ
た

の
に

始
ま
り
、

続

い
て
台
ヶ
原
、

韮
崎
で
も
取

ら
れ
た
。
そ
こ
で
高
遠
側
か
異
議

を
申
し
立
て
た
と
こ
ろ
宿
側
は
荷
物
全
部
を
差
し
押
さ
え
た
の
で
、
訴
訟
を
起
こ

し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
解
決
は
簡
単
に
行
な
わ
れ
ず
、
紛
争
は
拡
大
し
て
、
高
遠

領
の
村
々
に
諏
訪
領
の
村
々
が
加
わ
っ
て
江
戸
表
道
中
奉
行
に
上
訴
し
た
。
訴
状

に
は
当
時
の
信
州
中
馬
の
実
状
を
よ
く
述
べ
て
い
る
の
で
そ
の
概
要
を
次
に
掲
げ

る
。

一
　

信
州
に

は
船

の
通
路
が
無
く
、
あ
ら
ゆ

る
荷
物

は
中
馬
に
よ

っ
て
運
搬
し
、
国
申

の

産
物

は
他
所
へ
付
け
出
し
、
戻
り
荷
と
し
て
江
戸

か
ら
塩
・
魚
類
な

ど
を
付
け
入

れ
て

需
要
を
充
し
て

い
る
。
も
し
中
馬

が
停
止
さ
れ

る
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
、
塩

は
高
値

と
な
り
、
百
姓
は
困
窮
す
る
。

一
　

信
州

は
米
穀

の
売
捌
き
に
不
自
由
な
国
で
、
も
し
中
馬
付
け
出
し
停
止
と
な
れ
ば
米

価
は
下
り
、
そ

の
上
酒
荷
も
他
国
へ
出
し
得
な
く
な
れ
ば
延
い
て
は
御
地
頭
様

の
御
勝

手
向
き
も
差
し

つ
か
え
を
来
す
こ
と
眼
前
で
あ
る
。

一
　

信
州
か
ら
出
る
中
馬
の
数
は
一
日

に
五
六
百
駄
だ

も
往
来
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
駅

継
ぎ
に
す
れ
ば
日

数
が
か
か
り
、
酒

荷
は
途
中
で
相
損
じ
、
米
穀
も
ふ
け
損
じ
、
枡
目

も
不

足
と
な
り
、
売
買
の
差
し
支
え
に
な
る
。

一
　
古

来
よ
り
諏
訪
高
遠

か
ら
江
戸

ま
で
往
来

の
中
馬

駄
賃

は
壱

駄
に
つ
き
二

二
貫
百

文

余
り
、
こ
れ
を
駅
継
ぎ
に
す
れ
ば
五
貫
七
百
文

も
か
か
る
。

甲
府

ま
で
と
し
て
中
馬

は
九
百

十
六
文
、
駅

継
ぎ
な
ら
壱
貫

八
百

二
十
文
と
な
る
。
こ

ん
な
高
い
宿

継
ぎ
と
な
れ
ば
馬

追
い
稼
ぎ
は
駄
目

に
な
り
国

申
諸

物
の
出
入

が
断

絶
す

る
こ

と
に

な
る
。

一
　

信
州
中
馬

は
古

来
い
ず
れ
の
道
筋
も
付

け
通
し
の
自

由
を
許
さ
れ
て
い
る
の
に
、
甲

州
四
か
宿
に
限
り
御
定
法
を
申
し
立
て

る
。

一
　

信
州
中
馬
に

つ
い
て

は
寛
文
一
三
年
・
元
禄

七
年
・
宝
永
三
年

と
、
毎
度

の
御
裁

許

で
、
無
口
銭
で
荷
物
勝

手
次
第
付
け
通
し
申
す
べ
し
と
い
う
御

書
を
頂
戴

し
て
い
る
。

一
　

氷

水
七
年
信
州
か
ら
甲
州
へ
穀
類
・
酒
並
び
に
諸
色
付
け
入
れ
停
止

の
令
が

あ
っ
た

が
、
そ
れ
で
は
江
戸
・
駿
河
辺
と

の
往
来
差
し
支
え
に
な

る
と
信
州
御
料
・
私
領
共
に

願

い
出
し
、
前
々
通
り
往
来
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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第３節 道 と往来

一
　

信
州
の
中
馬

が
甲
州
四
か
宿
を
往
来
す
る
荷
物
の
駄
数
は
、
去
る

コ

ー月
か
ら
当
年

二
月
ま
で
に
お
よ
そ
四
万
駄
、
こ
れ
に
口
銭
を
出
す
こ
と
に
な
れ
ば
四
か
宿
で
お
よ
そ

二
三
〇
貫
余
と
な
り
、
も
し
、
そ
れ
が
ほ

か
の
宿
々
に
及

べ
ば
中
馬

の
い
と
な
み
が
で

き

な
く
な

る
。

一
　

信
州

は
田
畑
が
少

な
く
、
中
馬
渡
世
を

す
る
た
め
馬
数
も
相
応
に
多
く
、
宿
駅

へ
大

助

を
勤

め
て
、
極

く
遠

方
の
村

々
か
ら
も
ま
か
り
出

、
山
谷

の
街

道
故

、
本
荷

一
駄
を

馬
二
匹

又
は
三
匹

で
付

け
送
る
の
で
随
分

の
人
馬
を
要

す
る
。
も
し
中

馬
を
停
止
さ
れ

れ
ば
馬
持
の
も

の
が
半
分
以
下

に
減
少
し
、
大

助
勤

め
に
も
差
支
え
に
な
る
。

（
『
上
伊
那
誌
』
）

こ

の
紛
争
に
対
し
結
局
、
寛
保
元
年

二

七
四
一
）
に

い
た
っ
て
、
荷
物

は
中
馬

付
け
通
し

の
無
口
銭
荷
物
、
中
馬
付
け
通

し
口
銭
賦
課
荷
物
と
、
宿
継
荷
物

の
品

目

を
別
口
に
分
け

る
こ
と
、
沿
道

二
九
か
村

の
み

の
通
行

を
認

め
る
と

い
う
こ
と

で
円
満

に
解
決

を
見

た
。

宝
暦

九
年
（
一
七
五
九
）
宿
場

で
な
い
木
下
村

に
は
た
く
さ
ん
の
荷
宿
が
あ
っ
て

中
馬

継
ぎ
を
行
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
れ
は
宿
継
ぎ
に
等
し
い
も
の
だ
と
し

て
宿
問
屋
（
松
島
）
が
口
銭
を
求
め
た
こ
と
に

端
を
発
し
て

平

出
・
宮
木
・
松
島

の
問
屋
が
木
下

村
の
中
馬
を
相
手
に
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
そ
の
裁
決
に
当
た

っ
て

は
、
自
村
付
け
出
し

の
荷
物
は
売
捌
き
自
由
を
認

め
る
が
、
為
替
・
敷
金
に
よ
る

専
門
中
馬
業

は
禁
止
、
中
馬
荷
物

の
途
中
で

の
荷
替
え
は
禁
ず
る
と

い
う
こ
と
で

決
着

し
た
。

３
　

中
馬
慣

行
の
公

許

宝
暦

九
年
の
裁
定
が
あ
っ
て
間

も
な
く
、
中
馬

が
問
屋

の
あ
る
宿
駅
で
荷
替

え

を
し
た
の
を
、
こ
れ
は
宿
継
ぎ
に
等
し

い
と
し
て
宿
問
屋
が
口
銭
を
要
求
し
た
と

い
う
こ
と
で
久
保
村
・
大
出
村
・
南
小
野
村
・
北
小
野
村
の
百

姓
代
四
名
が
中
馬

村
八
一

か
村
（
八
二
あ
る
い
は
八
三
と
す
る
説
も
あ
る
）
の
総
代
と
し
て
、
松
島
・
北

殿
・
宮
木
三
宿
を
相
手
取

っ
て
出
訴
に
及
ん

だ
。

同
一
〇
年
、
中
馬
方
の
願
書
と
宿
方
返
答
書
は
長
文
で
あ
る
が
、
明
和
元
年
裁

許
が
あ
っ
た
と
き
の
「
伊
那
筑
摩
村
々
中
馬
荷
物
馬
数
等
申
渡
請
証
文
」
の
前
半

に
そ
の
要
点
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
左
に
掲
げ
る
。

明
和
元

年
十
二
月
二
日

差
し
上
げ
申
す
一
札

の
事

信
州
伊
那
・
筑
摩
両
郡

の
内
八
拾
壱

か
村
惣
代
久
保
村
・
大
出
村
・
南
小
野
村
訴
え
上

げ
候

は
、
伊

那
郡

の
中
馬

は
、
壱
人
三

、
四
疋
に
て
、
松
本
よ

り
尾
州
・
三
州
ま
で
凡

そ

五
拾
余
里
余
諸
荷
物
通
し
馬
に

い
た
し
、
又

は
中
馬
仲
間
に
て
場
所
を
構

わ
ず
荷
替
え

い

た
し
、
勝

手
を
以

て
附

け
送
り
来

り
候

処
、
右
道
筋

の
う
ち
松
島

・
北
殿
・
宮
木
三

か
村

よ
り
附

替
荷

物
に
相
障
り
候
牢

氷
三
戌

年
出
入

の
節
、
通
し
馬

・
継
馬
勝
手

た
る
べ
き
次

第

の
旨
御
裁
許
こ
れ
有
宍

中

馬
稼
ぎ
を
以

て
御

年
貢

相
納
め
百

姓
相
続
い
た
し
、
中

山

道
助
役
も
勤

め
来
り
候
間
、
中
馬
荷
物
附
け
送
り
並
び
に
附
け
替
え
に
相
障
ら
ざ
る
よ
う

い
た
し
た
き
旨
、
之
を
申
し
上
げ
催
。

一
、
同
国
伊
那
郡
松
島
村
・
北
殿
村
・
宮
木
村
答
え
上
げ
候
は
、
宝
永
三
戌
年
中
馬
方
出

入
こ

れ
あ
り
、

そ
の
節

の
御
裁
許
を
相
守
り
ま

か
り
あ
り
催
処
、
近
年
継
荷
物
を
中
馬
に

紛

ら
わ
し
、
継
場
に
て

は
、
御
朱
印
御
証
文
其

の
外
御
用
通
行

ば
か
り
継
ぎ

立
て
、
勝
手

に
成

り
候
荷
物

は
中
馬

に
て

継
ぎ
合

い
、
別

し
て
木
下
村
に
て
我
墨

い
た
し
催
故
、
去

る

卯
年
平
出
村

・
松
島
村

よ
り
右
木
下
村

を
相
手
取

り
出
訴

に
及

び
、
御
吟
味

の
上

、
中
馬

の
儀
其
の
村
の
産
物
附

け
通
し
売
能

き
、
右
売
捌
き
催
所

に
て
外

の
晶

を
買

い
求

め
附

け

候
と
も
、
い
ず
れ
も
参
着

の
所

ま
で
通
し
馬
に
い
た
し
、区

々
の
継
ぎ
合
い
致

す
間

敷
く
、

若
し
よ
ん
ど
こ
ろ
無
き
儀
に
て
継
ぎ
合
い
候
わ
ば
、
馬
継
揚
に
て
継
ぎ
、
宿
継
ぎ
に
い
た

し
来
た
り
候
。
商

い
荷
物

の
分
け
中
馬
に
附
け
候
儀
は
相
止
め
申
す
べ
く
候
。
右

の
通
り

に
候
上

は
、
向
後
荷
宿

の
儀
も
、
中
馬

の
継
ぎ
合

い
並
び
に
売
荷
物

の
継
揚
に
致
さ
ざ
る

よ
う
御
裁
許

こ
れ
有
リ
、
其

の
所

の
産
物
を
日
数
十
二
、
三
日
余
も
通
し
馬
に
仕
り
候
事

に

て
他
所

の
荷
物
を
引
請

け
、
或

い
は
勝
手
を
も

っ
て
継
ぎ
合

い
候
儀
に

は
こ

れ
無
き
旨

こ

れ
を
申

し
上
げ
候

。
…

…

（
千

桐
屋
文
書
）
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第３章 村 の近 世

頻
発
す
る
争
論

の
根
本
的
解
決
に
は
現
状
把
握
が
先
決
と
考
え

た
幕
府
は
宝
暦

コ

ー年

二

士
（

二
）
一
一
月
御
普
請
役
米
倉
幸
内
お
よ
び
付
添

い
合

わ
せ
て
八
人

を
伊

那
へ
遣
わ
し
て
検
分
さ
せ
た
。
検
分
の
結
果
現

に
起
こ

っ
て

い
る
争
論
の
解

決

策
と
し
て
、
中
馬

扱

い
の
自
分
付

け
出

荷
物
と
問
屋
扱

い
継

荷
物
を
品

目
別

に

分
離

す
る
こ
と
に

よ
り
、
木
下
問
題

も
同
時
に
解
決

で
き
る
と
判
断

し
て
暫
定
的

に
次

の
よ
う
に
定

め
た
。

Ｏ
宿
継
ぎ
荷
物
＝
水
油
・
瀬
戸
物
・
絹
荷
・
笠
荷
・
仏
檀
・
干
粕
・
薬
種
・
上
野

紙

・
ご
ざ
・
深
草
・
櫛
の
木

・
漆
・
酢
・
焔
硝

Ｏ
宿
継

ぎ
し
な

い
荷

物
＝
竹
輪
（
竹
だ
が
）
・
紙
類

・
唐
具
（
漆
器
曲
物
）
・
ろ
う
そ
く

・
櫃
荷

・
麻

・
た
ば
粉
・
藍

玉
・
鉄
物
類

幕
府
は
検
分

の
結
果

を
吟
味
し

た
上
で
翌

々
年
明
和
元
年

二

主
（
四
）
コ

ー月

根
本
的
な
裁
定
を
下
し

た
。

検
分
使
は
あ
ら
か
じ
め
文
書
を
以
て
各
宿
に
、
宿
や
街
道

の
状
況
、
歴
史
、
中

馬
と

の
関
係
、
中
馬

の
歴
史
な
ど
を
質
問
し
、
返
答
書
を
求
め
て
判
断

の
資
料
と

し
て

い
る
。

北
殿
大

泉
合
宿
の
問
屋

吉
右
衛
門

は
質
問

に
対

し
、
北
殿
村
に
住
居

し
て
い
る

こ
と
、
中
馬
方

と
知

り
合

い
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
こ
の
出
入

り
に

つ
い
て
は

御

答
え

は
御
免
願

い
た
い
こ
と
、

ど
ん
な
裁
決

が
下

さ
れ
て
も

後
日
少
し
も
御
願

い
の
義
が
な

い
と
返
答
し

て
い
る
。

明
和
の
裁
許
　

明
和
元

年

二

士
（

四
）
コ

一
月
、
米
倉
幸
内
・
高
橋
八
十
八
両

人

の
検
分
に
基
づ

い
て
中
馬
慣
行
が
決
定
的
な
も

の
と
し
て
裁
許
さ
れ
た
。
こ

の

裁
許
は
後
年
起
こ

っ
た
紛

争
に
際
し
て

い
つ
も
基
準
と
さ
れ
た
。
こ
の
裁
許
書

の

内

容
は
大
別

し
て
次

の
三
つ
に

な
る
。
す
な
わ
ち
①
中
馬
通
行

の
路
、

③
各
街

道

の
中
馬
荷
物

と
問
屋

口
銭
、

②
中
馬
村

と
中
馬
数

で
あ
る
。

中
馬
通
行
の

路
　
裁
許
書

か
ら
伊
那
関
係

の
分
を
抜
粋
す

る
と

「
松
本
町
・
飯
田
町
に
荷
問
屋
こ
れ
有
几

右
間
を
伊
那
街
道
と
唱
え
、
飯
田
よ
り
末
に

馬の水飲場

道

路
Ｉ

Ｉ

Ｉ

一一Γ

１

－

Ｉ

Ｌ ＿ ＿」

点
線
の
中

は
中
二
階
女
中
部
屋

馬 の出し入札 の時には

大戸 を開け る

ｊ

図3-57　 北殿宿はたご（蔦屋）間取り図
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第３節 道 と往来

て
尾
州
名
古
屋
町

二
二
州
岡
崎
・
古
田
両
宿
へ

の
道
筋
、
或
は
松
本
町
よ
り
中
山
道
を
名

古
屋
・
甲
府
又
は
在
々
よ
り
兪
賀
野
宿
其
の
外
北
国
往
還
へ
信
州
の
産
物
を
付

け
送
り
、

戻
り
馬
稼
ぎ
も
こ
れ
有
る
段
相
違
無
し
」

と
あ
る
。

中

馬

稼

ぎ

の

通
行

路

は

一

応

こ

の

裁

許

で

き

ま

っ

た

が
、

元

来
通

行

路

は
自

由
で

あ

る

の

が

た

て

ま

え
で

あ

っ

た

。

な

お
伊

那
関

係

の
道

筋

を
抜

粋

す

る

と
次

の

よ

う
で

あ

る

。

一
伊
那
道
筋

松
本
町
よ
り
飯
田

町
ま
で

村

井
・
塩
尻

宿

二
心（

四
皿

・
宮
木
村

・
松
島
村

・
北
殿
村

・
伊

那
部
村

・
宮
田
村

・
バ
匹
皿

・
飯
島
村

・
片
桐
村

・
大
島
村

・
市
田
村

・
飯
田
町

飯
田

よ
り
分

れ
尾
州
名
古
屋
町
へ

の
道
筋

三
州

駒
場
村

・
浪
合
村
・
平
谷
村
・
根
羽
村

・
武
節
村
・
明
川
村
・
足
助
村
・
枝
下
村
・

名古屋

図3-58　 明治初年の伊那 郡中馬道路線図（『中馬 の習 俗』による）
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第3 章 村 の 近 世

伊

保
村
・
平
針
村

足
助

よ
り
分

れ
三
州
岡
崎
宿
へ

の
道
筋

西
野
村

・
中
垣
外
村

根
羽
村

よ
り
分

れ
三
州
吉
田

宿
へ
の
道
筋

七
訓

具
村
・
如
匹
四

東
田
内
村

・
海

老
村

・
新
城
町

・
野
ｍ

村
・
麻

生
田

村

以
上
が
大
体
上
伊
那
の
中
馬
の
通
っ
た
道
筋
で
あ
る
。
こ
の
道
筋
で
宿
と
あ
る

の
は
中
山
道
・
甲
州
街
道
の
道
筋
だ
け
で
、
そ
の
他
は
町
・
村
と
な
っ
て
い
て
宿

と
区
別
し
て
馬
継
場
と
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
元
禄
コ
二
年
五
日
に
宿
場
免
許
地

（
匹
皿
大
慾

御
取
り
上
げ
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
馬
継
場
と
宿
場
は
同

じ
で

あ

る

。中

馬

荷

物

と

口

銭
　

「
松

本

・
名

古

屋

・
岡

崎

・
古

田

右

四

か
所

荷

問

屋

送
状

こ

れ
有

る
荷

物

は
、

何

品

に

よ

ら

ず

す

べ

て
中

馬

に

て
往

還
付

け

送

る

べ

し
」

と

あ

り
、

こ

の

道

筋

の
中

馬

荷

物
に

は
特

別

の
制

限

は

し

て

い

な

い

。

明

和

元

年

の

裁

許

書

よ

り

口
銭

を

ひ

ろ

っ

て

み

る

と

次

の

よ

う

で

あ

る

。

伊
　

那
　

街
　

道
　
　
　

村
井

・
塩
尻
両

宿
の
み
米
穀

の
ほ
か
一
駄
に
つ
き
四

文

松

本
町
よ
り
名
古

屋
町
　

米

穀
の
ほ
か
、
一
駄
に
つ
き
四

文
。
松

本
町
中
馬
附

出
荷

物
米

穀

類
の
ほ
か
一
駄
に
つ
き
十
二
文

松

本
町
よ
り
甲
府
迄
　
　

串

柿
・
麻
布
・
油
荏
・
油
粕
一
駄
に
つ
き
四

文
、
昆

布
・
と
こ

ろ
て
ん
草
・
あ
ら
め
・
わ
か
め
・
そ
う
か
一
駄
に
つ
き
六
文
。

在
々
よ
り
倉
賀
野
宿
迄
　

追
分
・
沓
掛
・
軽
井
沢
三
宿
。
塩
一
駄
に

つ
き
三
文
、
茶
・
酒

一
駄
に
つ
き
六
文
。

和
田
外
七
宿
・
塩
一
駄
に
つ
き
二
文
。
茶
四
文
。
坂
本
・
松
井

田
・
安
井
・
板
鼻
・
高
崎

の
五
宿
口
銭
な
し

松
本
町
よ
り
上
田
迄
　
　

米
穀
類
・
酒
・
薪

の
ほ

か
一
駄
に

つ
き
三
文
。

北
国
往
還
と
善
光
寺
町
迄
　

米
穀
類

の
ほ
か
、
一
駄
に

つ
き
四
文

北
国
脇
往
還
と
善
光
寺
町
迄
　

米
穀
類
・
炭
・
薪
・
酒

の
ほ
か
一
駄
に

つ
き
三
文

中

馬

に

よ

る
駄

賃

は
宿

公

定

の
駄

賃

よ

り

は

る

か
に

低

額

で

あ

っ

た

。

駄

分

け

に

つ

い
て

は

次

の

よ

う

に
中

馬

と

宿

継

ぎ
と

の
駄

分

け

を
規

定

し

、

こ

の
分

は
中

馬

の
駄

賃

を

も

っ

て
馬

継

場

で
継

ぎ

立

て
、

そ

の
余

は
中

馬

継

ぎ

送

る

べ
し

と

い

っ
て

い
る

。

「
松
本
よ
り
飯
田
ま
で
の
諸
荷
物
一
か
年
お
よ
そ
三
三
六
〇
駄
余
の
内

六
〇

〇
駄
は
中

馬

の
駄
賃
を
も

っ
て
馬
継
場
に
て
こ
れ
を
継
ぎ
、
そ
の
余
は
中
馬
継
ざ
送
る
べ
し
」

「
飯
田
よ
り
松
本
ま
で
の
諸
荷
物
並
び
に
飯
田
よ
り
下

諏
訪
宿
へ
の
諸
荷
物
と
も
に
一
か

年
お
よ
そ
一
万
四
七
〇
駄
の
内
松
本
へ
送
り
候
分
六
〇
〇
駄
は
中
馬
の
駄
賃
で
馬
継
場
で

継
ぎ
、
そ

の
余
は
中
馬
継
ぎ
送

る
べ
し
」

下

諏
訪
宿
へ

は
平
出
村
・
岡
谷
村
右
二
か
村
に
て
八
〇
〇
駄

は
中
馬

の
駄
賃
を
も

っ
て
こ

れ
を
継

ぎ
、
そ

の
余
は
中
馬
継
ぎ
送

る
べ
し
」

こ

の

よ

う
に

明

和

の
裁

許

で

は
宿

継

ぎ
商

品

は
駄

数

が

定

め
ら

れ
て

い

る

だ
け

で

商

品

の
種

類

の
制

約

が

な

か

っ

た

の
で

、

飯

田

の
荷

問

屋

は
彼

ら
に

と

っ

て
有

利

な
中

馬

に

よ

っ

て
送

り
出

し

、

宿

継

ぎ
荷

と

し

て

は
送

り
出

さ

な

か

っ

た

の
で

後
年

こ

れ

が

ま

た
紛

議

を

か

も

す

こ

と
に

な

っ

た

。

中

馬

村

と
馬

数
　

中

馬

稼

ぎ

を

す

る
村

や

馬

数

は
農

閑

稼

ぎ

の
場

合

と
専

業

化

し

た
場

合

と

あ

り

、

け

じ

め

は

は

は

っ

き

り
区

別

が

な

か

っ

た

が

、
明

和

に

な

る

と
中

馬

は
運

上

金

を
出

す

よ

う
に

な

っ

た

の

で
固

定

化

し

た

。

裁

許
に

は

「

衆
議

の
上

、

六
百

七
拾

八

か
村

を
中

馬

村

に

定

め

、
但

し

馬

数

格

別

相

増

し

申

す

ま

じ

く
候

、

も

っ

と

も
馬

の
代

わ

り
に

牛

を

遣

い
侯

と

も

書

面

の
員

数

等
准

ず

べ

し

」

と

さ

れ

た

。

村

数

と

馬

数

は

次

に

掲

げ

る

と

お

り

で

あ

る

。
明

和

の

裁

許

書

に

示

さ

れ

た

中

馬

村

数

と

馬

数

は

郡

別

に

見

る

と

、

村

数

で

は

安

曇

郡

が

一
番

多

い
の

に

馬

数

は

伊

那

郡

が

第

一

位

で

安

曇

郡

の

倍
以

上

に

な

っ
て

い
る

。

ま

た

、

諏

訪

郡

に

比

べ

て

も

伊

那

郡

が

多

い

。

本

村

お

よ

び

近

隣

の
村

々

の
馬

数

を

摘

記

す

る

と

表
3
1
4
2
の

と

お

り

で

あ

る

。
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３節 道 と往 来第

中

馬

稼

ぎ

の

村

数

お

よ

び

中

馬

数

諏
訪
郡
　

コ

一
三
か
村
　
　

小

県
郡
　

三
五

″

筑

摩
郡
　

一
五
九

″
　
　

更

級
郡
　
　

五

″

伊

那
郡
　

一
六
三

″
　
　

埴
科
郡
　
　

六

″

安
曇
郡
　

一
七
九

ぴ
　
　

高
井
郡
　
　

八

″

計
　

村
数
　

六
七
八
か
村
　

馬
数

一
八
六
一
四
匹

表
3
j
4
2
　本
村
お
よ
び
近
隣
の
村
々
中
馬
数

村 馬数

松　島　村

木　下　村

三 日 町 村

福　与　 村

久　保　 村

(塩野
井 村

にこめる)

塩 野 井 村

北　殿　村

南　殿　村

田　畑　 村

神 子 柴 村

大　泉　村

大泉新田村

吹　上　村

羽　広　 村

大　萱　村

御　薗　村

山　寺　村

福　島　村

野　底　村

72

55

32

54

50

31

26

51

45

10

10

13

70

52

58

57

52

26

こ

の
表

で

見

る
と

各

村

と

も

馬

数

が

は
な

は

だ
多

い

の

は
中

馬

稼

ぎ

の
馬

数

が

限

定

さ

れ

る

と

す

れ

ば

各

村

と

も

そ

の
既

得

権

を
得

て

お

く

た

め
に

多

い
数

を
申

し

立

て

た

も

の
と

思

わ
れ

る

。
こ

の
う

ち

大

泉

の
馬

数

の
少

な

い

の
に

奇

異

の
思

い
を

抱

か
せ

る

が

こ

れ

に

つ

い
て

は
誤

り

で

あ

る

と

し

て

訂

正

方

を

申

し

た
て

、

中

馬

組

合

の
惣

代

四

名

が

連

署

を

も

っ
て

証

拠

だ
て

て

い
る

。

一
札

の
事

明
和
元
申
年
十
二
月
伊

那
郡
中
馬
出
入
御
裁
許
仰
せ

つ
け
ら

れ
、
右
御
帳
面
に
大
泉
村

十
匹
と
御
書
き
下
さ
れ
こ
れ
有
り
軟
え
ど
も
、
中
馬
御
検
使
へ
も
五
拾
二
匹
と
書
き
上
げ

ら
れ
候
由
、
承
知
致
し
向
後
五
拾
二
匹

に
相
違
御
座
無
く
侠
。

も

っ
と
も
右
出
入
用
も
拾
綱
分

の
出
銭
成
さ
れ
候
儀
に
御
座
候
間
、
此

の
度
書
き
付
け

進
じ
申
し
候
。

右

の
馬
数

の
儀
に
付
き
組
合
村
は
申
す
に
及
ば
ず
、
何
方
に
て
い
か
様

の
儀
申
し
候
と

も
我
等
ど
も
証
拠
に
相
立
ち
永
々
違
乱
申
さ
せ
ま
じ
く
候
。
後
日

の
為
、
件

の
如
し
。

明
和
三
戌
年
十
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
馬
総
代
　

久
保
村
　

弥
五
右
衛
門

同
断
　
　
小
野
村
　
長
　
十
　
郎

同
断
　
北
大
出
村
　
惣

左

衛

門

同
断
　

大
出
村

藤

右

衛

門

大
泉
村

御
名
主
中

御
年
寄
中

（
中
宿
文
書
）

明
和
年
間
の
紛
争
　

明
和

の
裁
許
に
よ

っ
て
、
中
馬
は
信
州
一
円
を
通

ず
る
も

の
と
し
て
公
認
さ

れ
た
。
明
和

の
裁
許
は
そ

の
当
時
の
慣
行
を
も
と
に
し
て
、
勢

力
の
強
く
な

っ
た
中
馬

の
当
時
の
稼
ぎ
方
を
公
認
し
た
の
で
商
人
と

い
っ
し
ょ
に

な

っ
て
宿
場
を
圧
迫
し
て

い
た
そ
の
ま
ま
が
裁
許
に
な

っ
て
あ
ら

わ
れ
た
も
の
で

あ

る
。

こ
と
に
伊

那
街
道
に
お

い
て
は
、
中

馬
付

け
通
し
の
自
由
、
品
目
も
自
由
が
公

認

さ
れ
、

わ
ず

か
に
駄
分
け
荷
と

い
わ

れ
一
定

の
数
、
（
六
〇
〇

駄
）
だ
け
宿
継

ぎ
が
認

め
ら
れ
、
そ
の
駄
賃

も
中
馬

駄
賃

で
継

ぎ
送
り
す
る
こ
と
に
定
め
ら
れ
、

そ
れ
が
宿
場

の
収
入
に

な
る
だ
け
で
通
過
中
馬

か
ら
は
口
銭

が
取

れ
な
い
こ
と
に

な
っ
た
。

宿
場
側

は
何
と

か
し

て
定
駄
賃
に

よ
る
宿
継

ぎ
荷
物

を
得

よ
う
と
し
、

そ
れ
は

ま

た
中
馬
稼

ぎ
に
影
響

す
る
の
で
明
和
裁
許
以
後
も
し

ば
し

ば
紛
争

を
起
こ

す
の

で

あ
っ
た
。

南
信

の
特
産
八
品
目
は
従
前

か
ら
宿
継
ぎ
で
あ

っ
た
が
明
和

の
裁
定
で

は
中
馬

自
由
と
な

っ
た
。
そ
の
権
利
復
活
を
策
し
て
明
和
六
年
飯
島
・
片
桐
・
大
島
・
市

田

の
四
宿
が
特
例
と
し
て
の
許
可

を
申
請
し
、
こ

れ
が
認
め
ら

れ
た
。
八
品
と
は

糸
・
繭
・
焼
酎
・
油
荏
・
串
柿
・
竹
輪
・
吉
瀬
た
ば
粉
・
麻
で
あ
る

。

こ
れ
に
対
し
て
飯
田

・
松
本
の
商
人
・
荷
問
屋
・
中
馬
の
猛
烈
な
反

対
運
動
が

起
こ

っ
た
が
結
局
、
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
に

い
た
り
、
八
品
の
う
ち
、
飯
田

か
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第３章 村 の 近 世

ら
付

け
出
し
た
竹
輪
・
串
柿

・
土
映
茶
、
お
よ
び
高
遠

よ
り
付

け
出
し
た
も
の
は

付

け
通
し
交
易

さ
し
つ
か
え
な
い
と
さ
れ
、
他

は
宿
継

ぎ
と
確
定
し
た
。

安
永
年
間

の
紛
争
　

八
品

の
宿
継
制

は
中
馬
側

の
攻
勢
に

よ
っ
て
生
産
者

と
商

人
の
要
望
で
だ
ん
だ
ん
崩
れ
て

い
く
。
元

来
自
家
生
産
物
は
手
馬

に
よ
っ
て
宿
駅

に
運
ば
れ
宿
継
ぎ
に
移
る
の
で
あ
る
が
、
在

郷
で
は
直

接
中
馬

荷
に
か
け
る
方
が

日
数
や
駄
賃
の
う
え
か
ら
得
策
で
あ
る
。

飯
田
荷
問
屋

か
ら
飯
田
発

の
送
り
状
荷
が
増
加

し
、
飯
田

近
在
の
荷
も
ま
た
増

加

す
る
と
中
馬

荷
が
多

量
の
た
め
宿
駅

で
中
身

の
検
閲

も
し
き
れ
な
く
な
っ
て
来

た
。そ

こ
で
安
永
八
年
大

嶋
問
屋

が
中

心
に
な
っ
て
飯
田
商

人
に
次
の
申
し
入
れ
を

し
た
。
八
品
の
う
ち
特
に
三
品

（
竹
輪
・
串
柿
・
土
抹
茶
）
の

飯
田
発

の
荷

は
中
馬

村

八
か
村

（
市
田
・
大
嶋
・
片
桐
・
飯
島
・
上
穂
・
宮
ｍ

・
伊
那
部
・
殿
村
）
に
限

り
中

馬
荷

と
し
、
他

は
宿
継

ぎ
に
す
る
こ
と
。

し
か
し
こ
の
結
果
中
馬
荷

の
口
銭
、
差

し
押

え
が
頻
発
し

た
の
で
八
品

の
問
屋

継

ぎ
廃

止
運
動

が
燃

え
、

安
永

九
年
（
一
七
八
〇
）
八
二
か
村

が
訴
訟

を
起

こ
す
こ

と
と
な
っ
た
。
紛
争

の
結
果

は
糸

・
繭
等
中
馬
に

て
付
け

送
り
と
も
大
嶋

ほ
か
一

三
か
村
差
し
障

り
な
し

と
し
、
明
和
裁
許

の
趣
旨

を
守

れ
と
い
う
こ
と
に

な
り
中

馬
側

の
全
面
勝

訴
と
な
っ
た
。

享
和

三
年
（
一
八（
）
三
）
中
馬

密
売
買
禁
止
　

中
馬

の
発
展

が
め
ざ
ま

し

く

な

り
、
本
来

の
駄
賃
稼

ぎ
が
変

じ
て
商
人
化
し
、
仲
買
利
益

が
一
般
化
し

て
き
た
。

塩
や
綿
な

ど
の
必
需
品

が
直
接
農
民

に
渡
り
、
品
不
足

を
理
由
に
法
外

の
値
と

な

り
、
商
人

の
営
業
も
停
滞
す

る
状
況
が
出
て
来

た
。
享
和
三
年
高
遠
藩
で

は
中
馬

密
売
禁

止
触

れ
を
名
主

の
責
任
に

よ
っ
て
取
締

る
よ
う
申
し
渡
し

た
。

４
　

中
馬
制
度
の
定
着

文
化

一
〇

～

一
二
年
（
一
八

二

Ｔ

一
五
）
の
紛
争
　

絹
巻
等

の
晶

々
の
中
馬

の

荷
替
え
に
対
し
て
宿
側
か
口
銭

を
取

っ
た
こ
と

か
ら
郡
内

の
中
馬
村

が
伊
那
部
・

宮
田

・
上
穂

・
赤
須

の
問
屋

を
相

手
に

高
遠

役
所
へ
訴
え
出

た
こ
と
か
ら
さ
ら
に

江

戸
表
へ
の
出
訴
に
及

ん
だ
。
こ
の
と
き
郡
中
馬

一
同
「
中
馬
仲
間
相

定
」

を
作

り
荷
物
継
ぎ
送
り
を
問
屋
以

外
の
家
で
継
ぐ
こ
と
と
し
た
。

文
化
一
三
～
文
政
四
年
（
一
八
一
六
上

二

）
の

紛
争
　
三

州
馬

が
地
元

の
荷

送

り
に
従
事
し
た
こ
と
は
早
く
か
ら
で
あ
ろ
う
が
そ
れ
が
伊

那
街
道
に
進
出
し
て
来

て
信
州
中
馬
と
競
争
を
起
こ
す
よ
う
に
な

っ
た
の
は
明
和
の
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。

そ

の
こ

ろ
飯
田

の
商
人
は
信
州
中
馬
の
独
占
的
な
送
り
荷
に
対
し
、
三
州
馬
支
持

の
意
向
を
持

つ
よ
う
に
な
几

飯
田

商
人
お
よ
び
三
州
馬
と
信
州
中

馬
の
間
に
紛

争
を
起
こ
す
よ
う
に
な

っ
た
。
文
政
四
年
に
、
明
和
裁
許
の
趣
旨
に
よ

っ
て
三
州

馬

の
荷
物
付
け
送
り
を
認
め
る
こ
と
で
結
着
し
た
。

文
政
一
〇

～
一
三
年
（
一
八
二
七
上
二
○
）
　
宿
側
か
中
馬

荷
を
押
え
口
銭

を
と

っ
た
こ
と
を
不

当
と
し
て
、
中
馬

側
か
伊

那
部
・
宮
田

・
上
穂
・
赤
須

宿
問
屋

を

相
手

ど
っ
玉

局
遠
役
所
へ
訴
え
、
さ
ら
に
江

戸
出
訴
に
ま
で
及

ん
だ
。
そ
の
結
果

は
中
山
道
・
甲
州
道
中
の
荷
物
は
下

諏
訪

宿
で
宿
継
ぎ
と
中
馬

渡
し

に

駄

分

け

し
、
伊

那
へ
の
荷
物
は
三
〇
〇

駄
の
う
ち
七
〇

駄
は
宿
継
ぎ
と
し
、
そ
の
他
は
中

馬

に
よ
る
こ
と
、
金
沢
か
ら
伊

那
筋
へ
の
荷
物
二
〇
〇

駄
の
中
四

六
駄
宿
継

ぎ
、

他
は
中
馬

自
由
荷
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
の
駄
数
は
こ
の
数
字
ど
お
り
に
固

定
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
右
の
割
合
で
扱

い
高
の
増
減
に
応
じ
て
宿
継
高
を
変
更

せ
よ
と
裁
決
さ
れ
た
こ
と
で
決
着
し
た
。

前
述
し
て
き

た
よ
う
に
中
馬
と
宿
問
屋
の
紛
争
は
し
ば
し
ば
繰
り
加
え
さ
れ
た

が
流
通
経
済
に
中
馬
の
果
た
し
た
役
割
は
極
め
て
大
き
か

っ
た
。
幕
末
に

い
た
る

ほ

ど
中
馬
は
運
輸
交
易

の
実
質

的
主
役
を
果

た
し
繁
栄
し
た
が
、
明
治
の
中

ご
ろ

に
は
道
路
の
改
修
整
備
と
交
通
機
関

の
変
遷
に
よ

っ
て
第
六
章
第
七
節
交
通
の
項

に
述

べ
る
よ
う
に
自
然
に
衰
退
し

た
の
で
あ
る
。

中
馬
の
発
展
過

程
に
お
け
る
宿
問
屋
お
よ
び
商
人
と
の
紛
争
と
解
決
の
状
況
を

ま
と

め
て
み
る
と
次

の
よ
う
で

あ
る
。
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道 と 往 来第 ３節

第

一
期
　

寛
文
以
前
　

発
生
期

伝
馬
と
自
分
馬
（
後

の
中
馬
）
が
並
行
し
て

い
た
。

第
二
期
　

寛
文
～
宝
永

百
姓
馬
が
付
け
通
し

の
自
由
を
得
る

た
め
の
闘

い
の
時
期

○
寛
文

コ

二
年
　

宮
木
・
大
出
・
小
野
村
の
通
し
馬
と
、
飯
田

・
大
島
・
塩
尻
の

問
屋
と
争

い
、
百

姓
馬
自
分
荷
物
付
け
通
し
の
自
由
が
認
め
ら
れ
た
。

○
元

禄
六
～
七
年
　

伊
那

コ
（

か
宿
と
七
三
か
村
お
よ
び
松
本
商
人
が
争

っ
た
結

果
、
諸
色
荷
物
中
馬

付
け
通
し
の
自
由
が
認
め
ら
れ
、
寛
文
の
裁
許
の
と
き

認
め
ら
れ
た
七
色
の
書
き
付

け
も
取

り
上
げ
ら
れ
、
宿
問
屋

三
名

二
一
○
日

入
牢
。

○
宝
永
三
年
　
伊

那
郡
中
馬

と
、
松

本
商
人
お
よ
び
筑
摩
郡
中
馬

が
争
い
、
街

道

は
ど
こ
へ
も
往
来
、
通
し
馬

・
継
ぎ
馬

自
由
と
な
っ
た
。

○
宝
永
七
年
　

伊

那
・
諏
訪
・

筑
摩
中
馬

と
甲

州
宿
が
争

い
、
甲

州
に
お
け
る
中

馬

稼
ぎ
が
自
由
と
な
っ
た
。

第
三
期
　

享
保
～

宝
暦

九
年

宿
場

が
既
得
権

を
守
る
た
め
の
闘

い
の
時
期

亘

孕
保
一
一
～
一
二
年
　

片
桐
・
大
島
・
原
町

宿
と
中
馬

が
争

い
、

宿
継

ぎ
馬

を

認

め
、
残

り
荷

は
中
馬

の
通
し
馬
自

由
と
な
る
。

亘

孚
保
一
五
年
　

上
穂
・
赤
須

の
問
屋

と
小
町
谷

の
中
馬

が
争

い
前
同
様

の
裁
許

と
な
る
。

○
元
文
四
～
五
年
　

甲
州

道
の
宿
方

と
高
遠
・

諏
訪
・
筑

摩
・
安

曇
の
中
馬

が
争

い
、
解
決

を
見

ず
江
戸
公

事
と
な
る
。

○
元
文

六
年
　

甲

州
道
中

宿
方

と
中
馬

が
争

っ
た
結
果
、
賦
課
荷
物
・
宿
継

ぎ
荷

物

を
分
け
、
品
目

を
定

め
て
運

送
方
法

を
決
定

し
た
。

○
寛
保
元
年
　

甲
州

道
中

宿
方

と
中
馬

が
争

っ
た
結
果
、
沿
道
二

九
か
村

だ
け

の

通
行

が
認

め
ら
れ
た
。

ｏ

宝
暦
九
年
　
伊

那
街
道
平

出
・
宮
木

・
松
島

宿
と
木
下
村
中

馬

が

争

い
、
為

替

・
敷
金
に
よ
る
専
門
付

け
送
ｎ
へ

途
中
荷
替
え

が
禁

止
さ
れ
、
自
村
付
け

出
し
荷

物
の
売
り
さ
ば
き
の
自
由

は
認

め
ら
れ
た
。

第
四
期
　

宝
暦

一
〇

年
～
安
永

九
年

中
馬
慣

行
公
許

の
時
期

ｏ

宝
暦
一
〇
年
・
明
和
元
年
　

松
島
・
宮
木
・
北
朧

の
問
屋
と
上
下

伊
那
八
四

か

村

の
中
馬
が
争

っ
た
結
果
、
中
馬
慣
行

の
公
認
が
確
定
し
、
中
馬

の
通
行
を

許

さ
れ
る
街
道
と
、
そ

の
各
街
道
に
お
け

る
中
馬
荷
物

―
宿
問
屋
・
口
銭
・

中
馬
村

お
よ

び
中
馬
数
が
定
め
ら

れ
た
。
こ
れ
を
明
和
の
裁
許
と

い
い
以

後

こ

れ
が
基
本
法
と
な

っ
た
。

ｏ

明
和
六
～
九
年
　

赤
須
・
飯
島
・
片
桐

・
大

島
宿
と
飯
田

・
松

本
中
馬

お
よ
び

商
人
と
争

っ
た
結
果
、
飯
田

よ
り
付
け
出
し
た
竹
輪
・
串
柿
・
土
抹
茶

等
八

品
は
宿
継
ぎ
、
高
遠
よ
り
付

け
出
し
た
も
の
は
中
馬
付

け
通
し
交
易

さ
し
つ

加
え
な
し
と
さ
れ

た
。

○
安
永
四
～
九
年
　

飯
島

・
片
桐

・
大
島

の
問
屋

と
飯
田

―
松

本
の
商

人
・
伊

那

中
馬

が
争

っ
た
結
果

、
糸
、
ま
ゆ
等
、
大
島

ほ
か
一
三
か
村
中
馬

が
付

け
通

し
に

つ
い
て
は
明

和
の
裁
許
の
趣
を
守
れ
と
さ
れ
た
。

第
五
期
　

文
化
～
明
治

中
馬

の
固

定
化

に
対
す
る
三

州
馬

な
ど
の
攻
勢
の
時
期

○
文
化

一
〇

～
一
二
年
　

伊

那
部
・
宮
田
・
上
穂
・
赤
須

の
問
屋

と
郡
内
中
馬
村

々
が
争

っ
た
結
果
い

郡
中
馬
一
同

が
「
中
馬
仲
間
相
定

め
」

を
含
め
、
荷
物

継

ぎ
送
り
を
問
屋
以
外

の
家

で
継

ぐ
こ
と
を
き
め
た
。

○
文
化
一
三
年

～
文
政
四
年
　

信
州
中
馬

と
三
州
中
馬
と
争

っ
た
結
果
、
明
和
裁

許

の
趣

を
守

れ
と
さ
れ
、
三
州
中
馬

が
認

め
ら
れ
た
。

○
文
政
一
〇
年
～
一
二
年
　

伊
那
部

―
宮
田
・
上
穂

宿
と
上
伊
那
中
馬
と
争

っ
た

結
果
、
東
海

道
筋

へ
の
全

宿
継

ぎ
送
り
は
認

め
な
い
が
、
飯
田
・
高
遠

へ
の
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第３章 村 の近世

売
荷
物
は
伊
那
街
道
に
継
ぎ
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

聯
　
中
馬
の
特
質

馬
　
数
　
江
戸
初
期
に
は
一
人
で
追
う
馬
は
三
疋
が
普
通
で
あ
っ
た
が
中
期
に

な
る
と
四
、
五
匹
の
者
も
出
て
数
は
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。

付
け
通
し
運
送
　
江
戸
時
代
街
道
に
は
宿
場
が
あ
り
、
各
宿
揚
に
は
伝
馬
が
常

備
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
を
通
る
荷
物
は
伝
馬
に
よ
る
宿
継
ぎ
で
あ
っ
た
が
中
馬
の

運
送
は
宿
継
ぎ
を
し
な
い
付
け
通
し
運
送
で
あ
る
こ
と
が
鏝
大
の
特
徴
で

あ
っ

た
。
付
け
通
し
は
宿
問
屋
に
関
係
し
な
い
運
送
で
あ
る
た
め
宿
場
口
銭
を
取
ら
れ

な
い
こ
と
、
宿
ご
と
で
付
替
え
を
し
な
い
か
ら
荷
い
た
み
が
少
な
い
こ
と
、
日
数

が
早
い
こ
と
と
い
う
利
点
を
持
っ
て
い
た
。

長
距
離
の
付
け
通
し
の
場
合
は
中
馬
同
士
で
荷
替
え
を
す
る
揚
合
も
あ
っ
た
。

荷
替
え
の
場
合
は
自
然
と
荷
替
え
に
つ
ご
う
が
よ
い
場
所
が
き
ま
り
、
荷
継
問
屋

が
発
生
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

送
り
状
付
き
運
送
　
中
馬
追
い
は
荷
主
、
送
り
荷
問
屋
か
ら
受
託
物
、
荷
の
送

り
先
、
駄
賃
、
荷
主
、
中
馬
名
な
ど
記
入
し
た
送
り
状
を
も
っ
て
送
り
先
へ
持
っ

て
通
っ
た
。

駄
賃
の
決
め
方
　
中
馬
の
駄
賃
は
宿
継
駄
賃
の
よ
う
に
厳
正
に
定
め
ら
れ
て
い

な
い
で
送
り
主
と
中
馬
の
相
対
で
決
め
ら
れ
た
。
宿
継
ぎ
駄
賃
よ
り
低
い
の
が
普

通
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
中
間
仲
間
の
競
争
で
さ
ら
に
駄
賃
は
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ

と
が
あ
る
の
で
商
人
は
宿
継
ぎ
よ
り
も
む
し
ろ
中
馬
を
喜
ん
だ
。

敷
き
金
　
中
馬
は
荷
を
引
き
受
け
る
際
に
一
定
の
敷
金
を
荷
問
屋
に
渡
し
相
手

に
荷
を
渡
す
と
き
に
こ
の
敷
金
を
駄
賃
と
と
も
に
受
け
取
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い

た
。迅

速
な
運
輸
　
中
馬
は
三
、
四
頭
の
馬
を
追
っ
て
何
十
里
も
を
目
的
地
に
向
か

っ
て
人
馬
の
能
力
の
許
す
限
り
の
短
日
時
で
到
着
す
る
よ
う
急
い
だ
。

三
　

権
兵
衛
街
道
と
助
郷

】
‥
　
権
兵
衛
街
道
の
開
通

伊
那
と
木
曽
の
間
に
は
険
阻
な
木
曽
山
脈
が
横

だ
わ
っ
て

い
て
そ

の
交
通
を
さ

え
ぎ

っ
て

い
た
が
、
山
道
は
伊
那

の
平
沢
や
与
地

か
ら
山
脈

の
鞍
部
鍋
掛
峠

（
現

権
兵
衛
峠
、
一
五
二
二
ｍ

）
を
越
え
て

木
曽
の
羽
渕
に
下

り
、
そ
の
ま
ま
奈
良
井
川

沿

い
に
下

れ
ば
奈
良
井

宿
に
出
る
が
、
こ
の
道
と
羽

渕
か
ら
西

に
急
坂
を
登
り
、

姥
神
峠
（
一
二
七
七
ｍ

）
を
経

て
神
谷
に
出

て
、

宮
ノ
越
で
中

山
道
に
出

る
も
の
と

が
あ
っ
た
。
こ
の
山
道
は
全
線
が
狭
陵
で
険
し
く
、
牛
馬

の
通
行

は
困

難
な
も
の

で
あ

っ
た
。

米

に
乏
し
い
木
曽

谷
の
住
民

は
伊

那
や
高
遠

の
米
に

依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、

そ
の
移

入
に
あ
た
っ
て
は
、
小
百

姓
が
背
負

い
荷
で
渡
世
稼

ぎ

に

運

ぶ

か
、

牛
頚
峠
や

塩
尻

を
迂
回

す
る
か
で
あ
っ
た
が
、
迂
回

す
れ
ば
日
数

も
か
か
り

値
も
上
る
こ
と
に
な
り
い
ず
れ
に
し
て
も
不
便
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
峠
道

の
開
さ
く
は
木
曽
側
年
来
の
宿
願
で
あ
っ
た
。

権
兵
衛
峠
が
ど
の
よ
う
に
開
か
れ
た
か
、
そ
の
事
情
に
つ
い
て
次
の
資
料
に
よ

っ
て
み
よ
う
。

伊

那
郡
よ
り
木
曽

路
へ
道
明

け
発

端
の
事

一
元

禄
八
年

福
島

宿
木
曽

駅
扇

屋
と
申
す
者
発

端
に
て
、
宮
越

宿
よ
り
伊

那
の
道
開

き
致

し
度
き
旨
道
中

御
奉
行

神
尾
備
前
守
様

へ
願

い
出

、
仰

せ
聞

か
さ
れ
侯
は
其

の
道
筋

は

何

方
の
分

に
て
候
哉

の
旨
御
尋

ね
に
付

き
、
扇

屋
相

答
え
候

は
西

は
木
曽
分

、
峰

よ
り

東
は
伊

那
分

に
御
座

侯
旨
申
し
上

げ
候

得
ば
、
伊

那
郡

へ
掛
合

い
候
哉

と
仰

さ
れ
候

。

其
の
儀
未

だ
掛

合
い
に
及

ば
す
と
申
し
上

げ
奉

り
候

。
夫

れ
に
て

は
道
切
開

き
の
段
相

成
ら
ず
候
間

、
伊

那
郡

へ
篤

と
掛
合

い
に
及

び
願
書
印
形
口

取

り
来

た
り
申
す
可
く
仰

せ
付

け
ら
れ
、
之
に
依

旦
扇
屋
罷

り
帰

り
申
し
侯

。

一
木
曽

福
島

宿
の
扇
屋

、
木
下

の
治
郎
四
郎
方

へ
参

り
内
談

の
上
箕
輪
領
会

合

致

し

侠

2 ％
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訳
、
是

は
元
禄
九
年

な
り

。
扇
屋
申
し
出
候

は
宮
越
宿
よ
り
伊
那
郡
へ
道
切
り
開
き
候

わ
ば
米
穀
不
自
由

の
木
曽
谷
故
、
当
郡
よ
り
買
求
め
附
け
送
り
侯
わ
ば
双
方
勝
手
宜
敷

き
と
存

じ
候
間
、
村
々
内
談
を
遂
げ
得
心
の
所
、
大

出
村
名
主
藤
七
郎
申
し
聞

か
せ
候

は
、
右
道
切
り
開
き
は
双
方
の
勝
手
は
宜
敷
く
相
成
り
候
得
共
、
自
然
木
曽

よ
り
伝
馬

触

れ
当
て
相
願

い
候
も
斗
り
難
く
能
々
此
の
儀
思
慮
致
す
可

き
事
と
申
し
候
得
ば
、
村

々
相
答
え
候
は
中
々
拾
里
余
も
隔
り
候
得
ば
仰
せ
付

け
ら
れ
候
も
相
勤

む
可

き
こ
と
相

成
ら
ず
、
又
々
仰
せ
付

け
ら
れ
候
事
も
斗
り
難

く
な
ど
と
衆
評
区

々
の
所

、
藤

七
郎
再

三
申
し
候
は
、
拾

里
隔

り
催
共
縦
え
仰

せ
付

け
ら
れ
候
事
は
違

背
な
り
難

く
候
得

ば
右

の
書
付

け
を
取

り
候
上
は
得

心
致

し
申

し
候
に

つ
き
此
の
儀
相
聞

き
藤
右
衛
門
送
走
致

し
証
文
こ
れ
を
取

る
。
則

ち
元
禄

の
規
定

書
也

中

略

一
夫
れ
そ
り
木
曽
惣

代
出
府

の
上
道
中
御
奉
行
所

へ
罷
出
候
間
、
箕
輪
領
得
心

の
印
形
書

付

け
持
参
致

し
願

い
上

げ
候
通

り
早
速
御
取
上

げ
切
開
き
仰
せ
付

け
ら

れ
候

一
元
禄

十
二
年
道
切

り
開

き
相
済
み
、
羽
渕
権
兵
衛

と
申
す
者
大
力
に
て
常

々
牛
を
追

い

候
間

道
狭

き
所

に
て
向

こ
う
よ
り
人
馬
来

り
候
得
共
牛
荷
を
附
け

た
る
崖
に
て
牛
を
高

き
所

へ
持

ち
上

げ
て
通

し
た
る
大
力
也

。
此
の
者
道
切
り
開
き
し

も
の
也
、
其

の
副

は

板
倉
頼
母
様
領
分
也

以
下
略

（
久
保
中
屋
敷
文
書
）

こ

の
資

料

は
文

久

二

年
（
一
八
六
二
）
に

書

い

た
も

の
で

あ

る

が

、

こ

れ
に

よ

る

と

、

元

禄

八
年
（
一
六
九
五
）
木

曽

福

島

宿

の
扇

屋

と

申

す

者

が

、

宮

ノ

越

宿

か
ら

伊

那

へ
道

を

切

り

開

き

た

い
と

道

中

奉

行

に

願

い
出

た
。

道

中

奉

行

神

尾

備

前

守

は

、

伊

那

側

と

掛

け

合

い
を

し

て

そ

の
賛

同

を

得

な

け

れ

ば

許

可

が

で

き

な

い

か

ら

、

伊

那

側

の
賛

同

の
印
形

を

取

っ
て

こ

い
と

言

っ
た

。

そ

こ

で

、

扇

屋

は

木
下

の

治

郎

四

郎

の

所

へ

来

て

相

談

の
上

、

箕

輪

領

各

村

々

の

者

と
元

禄

九

年

に

会

合

を

持

つ

こ

と

に

な

っ

た

。

こ

の

会

合

の

席

上

、

扇

屋

は

宮

越

よ

り
伊

那

へ

道

を
切

り
開

け

ば
、

米

穀

の
不

足

す

る
木

曽

側

は
伊

那

の

米

を

買

い
求
め
て
付
け
送
り
が
で
き
、
伊

那
側
も
米
を
有
利

に
売
る
こ
と
が
で
き
双
方

便
利
で
あ
る
、
と
説
明
し
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
伊

那
側
も
ほ
ぼ
得
心
し
か
け
た
こ

ろ
、
大
出
村

の
名
主
藤
七
郎
が
、
道
が
切
り
開

か
れ
れ
ば
双
方
便
利

で

は

あ

る

が
、
自
然
と
木
曽
街
道
の
伝
馬

に
狩
り
出
さ

れ

る
（
助
郷
）
心
配

が
あ
る
か
ら
深

く
考
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
説

い
た
。

こ
の
考
え
に
対
し
伊

那
側
の
名
主
た
ち
の
意
見

は

い
ろ
い
ろ
で
あ
っ
た
が
、

藤

七
郎
の
再
三
の
発

言
に
よ
宍

木

曽
側
一
一
宿
か
ら
、
箕
輪

領
二
七
か
村
に
対
し

助

郷
に
関

す
る
一
札

（
後
述
）
を
差

し
出

す
こ
と
に

よ
っ
て

伊

那
側

も

切

り
開

き

に
賛
成
を
し
た
。

こ
う
し
て
、

宮
越
１
伊

那
間

の
道
切

り
開

き
は
道
中
奉
行

か
ら
早
速
許
可
か

お

り
、
実
際
の
道
の
開
墾

は
木
曽

の
羽
渕

の
権
兵
衛

（
神
谷
の
古
畑
権
兵
衛
）
が

行
な

い
、
（
権
兵
衛
の
発
案
に
よ
り
木
曽
宿
を
動
か
し
た
の
で
あ
ろ
う
）
元
禄

コ

ー
年
に
完
成

し
た
。

奈

良

井

川
小

卜Ｌ

拳

良

井

へ

那

市

図3-59　 権兵衛街道略図
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図3-60　 木曽11宿より箕輪領への一札

こ
の
工
事
に
は
、
木
曽
・

伊
那
両
方
か
ら
人
夫

を
出

し
、
権
兵
衛
自
か
ら
も
奉
仕

し
て
仕
事
が
進
め
ら
れ
、
延

長
二
四
ｈ
に
わ
た
る
道
が
改

修
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
以
後

鍋
掛
峠
は
権
兵
衛
の
名
に
因

ん
で
権
兵
衛
峠
と
呼
ぶ
よ
う

に
な
り
、
こ
の
新
道
を
権
兵

衛
街
道
と
呼
ん
だ
。
こ
の
街

道
は
大
部
分
が
現
在
国
道
三

六
一
号
線
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
権
兵
衛
街
道
切
り
開

き
に
対
し
伊
那
側
の
承
認
を

与
え
る
に
当
た
っ
て
、
木
曽

側

一

一

宿

か

ら

一

札

を

と

っ
た

箕

輪

領

の

村

々

は
木

下
・
松

島
・
大

出
・
南

小

河

内
・

長

岡

・

三

日

町

・
福

与

・

福

島

・
下

手

良

・

神

子
柴

・
田

畑

・

南

殿

・

北

殿

・

久

保

・

大

萱

・

上

戸

・ｙ
中

条

・

与

地

・
大

泉

・
羽

広

・

吹

上

・

富
田

・
中

曽

根

・

上

古

田

・

八

乙

女

・
下

古
田

・

中

原

の

箕

輪

領

二

七

か

村

で

、

将

来
伊

那

に
助

郷

が

課

さ

れ

た

場

合

も

二

七

か

村

に

は

人

足

だ

け

で

、

決

し

て

助

馬

を

課

さ

な

い
と

い

う

内

容

の

も

の

で

あ

っ
た

。

木

曽

一

一
宿

の
箕

輪

領

村

々

へ
入

れ

た
一

札

は
、

次

の
よ

う

で

あ

る

。

一
札
之
事

一
此
の
度
木
曽
の
谷
拾
壱
か
宿
御
願
い
申
し
上
げ
候
宮
之
越
よ
り
其
こ
元
箕
輪

領
へ
道
作

り
馬
足
自
由
に
通
り
候
様
致
し
侠
得
ば
木
曽

中
勝
手
に
罷
り
成
り
候

に
付
き
去
年
中
よ

り
江
戸
表
へ
御
願

い
申
し
上
げ
候
得
共
、
其
こ
元
御
同
心
こ
れ
無
く
候
に
付
き
再
願
仕

り
候
、
歩
行
道
を
馬
自
由
候

わ
ば
木
曽
へ
助
馬
な
ど
と
願
い
罷
り
申
す
可

き
と
の
御
事

御
答
御
尤
も
に
存
じ
候
、
相
対
を
以
て
道
造
り
申
し
侠
わ
ば
御
公
儀
様
へ
助
馬
仰
せ
付

け
ら

れ
候
拾
壱
宿
に
て
立
馬
出
し
、
各
々
村
へ

Ｉ
切
申
す
開
敷
く
証
文
出
し
候
わ
ば
御

得
心
も
こ
れ
有
り
、
右

の
通
り
道
中
御
奉
行
神
尾
備
前
守
様
へ
御
願
い
申
し
上
げ
侠
。

永

々
助
馬
呼

び
申
す
間
敷
き
段
右
証
文
如
何
様
に
紛
れ
を
へ
侠
共
後
に
至
り
相
違
申
す

間
敷
く
候
。

後

の
為
一
札
連
判
件

の
如
し

木
曽
拾
壱
ケ
宿
　

三
拾
三
名
連
判

元
禄
九
丙
子
年
二
月

箕
輪
領
村
々
（
二
七
か
村
）

（
中
宿
文
書
）

こ
う
し
て
、
こ
の
一
札
が
後
に
箕
輪
領
村

々
が
助
郷
と
な

っ
て

か
ら
は
重
要
な

意
味
を
持

っ
て
く
る

の
で
あ
る

。

高
遠
藩
の
村

々
は
権
兵
衛
街
道
切
り
開
き
に
は
同

じ
疑
念
か
お
り
な
が

ら
こ

の

場
合
に
は
加

わ
ら
ず
、
一
札

を
と

っ
て
な

か
っ
た
。

§
　

助
　
　
　

郷

１

助

郷

制

度

①
　

助
　

郷
　

村

江
戸
時
代
に
は
全
国

の
主
要
街
道
に
宿
駅
が
置

か
れ
、
そ
こ
に
は
一
定

の
人
馬

が
備
え
ら

れ
て
あ

っ
て
諸
大
名
や
公
卿
な

ど
の
通
行
に
便
を
与
え
て

い
た
。

中
山
道

の
各

宿
に
は
二
五
人
、
二
五
疋

の
馬
が
常
備

さ
れ
て

い
た
。
し

か
し
寛

永

コ

ー年
（

二
（

三
五
）
に
、
大
名
・
公
卿
・
例
幣
使
な

ど
の
公
用

の
大
通
行

が
し

だ
い
に
頻
繁
に
な

っ
て
、
宿
駅
に
常
備
し
た
伝
馬

だ
け
で
は
、
そ

の
需

め
に
応

じ
ら

れ
な

く
な

っ
て
き

た
の
で
、
そ

の
不
足

を
補
充

す
る
た
め
に
東
海
道
・
中

山
道
等

の
全
国

の
本
街

道
に

お
け

る
宿
駅
近
傍

の
郷
村

を
指

定
し
て
人
馬
継

ぎ
立
て
の
役

務

を
課

す
る
こ
と
に

し
た
。
そ
の
郷
村

を
助

郷
あ
る
い
は
助

郷
村
、
課

役
を
助

郷

釦 θ
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・
助
郷
役

と
呼

ん
だ
の
で
あ
る
。

寛
永
一

七
年
（
一
六
四
〇
）
、

幕
府

は
各

宿
駅
に
命

じ
て
常
置

の
人
馬

を
増
強

す

る
一
方
、
そ

の
近
傍

の
村

々
を
助
郷
村
に
指
定
し

て
伝
馬
不
足

の
揚

合

に

備

え

た
。
し

か
し
そ

の
勤

め
村

は
同
一
国
内

ま
た
は
同
一
封
領
内
に
限

ら
れ
て
い
た
の

で
、
貨
物

が
渋
滞
し

て
そ

の
目
的

を
果

た
す
こ
と

が
で
き

な
か
っ
た
。

元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
に
な

っ
て
こ

れ
を
改

め
る
こ
と
と
し
、

同

七
年
（
一
六

九
四
）
よ
う
や

く
一
応
助
郷
制
度
が
確

立
し
実
施
に
移

さ
れ
た
の
で

あ
る
。

そ

れ

に
よ

る
と
、

ま
ず
各
宿
駅

ご
と
に
そ

の
近
傍
二
里
以
内

の
村

々
を
選

ん
で
助
郷
村

と
し
、
そ

の
宿
駅
に
所
属

さ
せ

た
。
そ
し

て
村
高
に
よ

っ
て
助
郷
勤

高

を

も

決

め
、
そ

の
高
百
石
に
対
し

て
人
二
人
、
馬
二
疋

を
課
す

る
の
を
基
準
と
し

た
。
こ

れ
を
定
助
郷
と
呼

ん
だ
。

し

か
し
実
際
に
は
こ

の
課
率
は
一
応

の
基
準
に
過
ぎ
ず
、
そ

の
つ
ど
必
要
に
応

じ
て
賦
課
さ
れ
て
お
り
、
勤
め
高
も
村

々
の
実
情
を
勘
案
し
て
定
め
ら
れ
て
村
高

が
そ
の
ま
ま
勤
め
高
と
さ
れ
て

い
る
の
が
普
通
で
あ

っ
た
が
、
村
高
よ
り
か
な
り

下

ま
わ
っ
て
い
る
場
合
も
あ
っ
た
し
数
倍
に
な
る
こ
と
も
あ

っ
た
。

㈲
　

休
村
と
代
助
村

助
郷

を
勤
め
て
い
る
村

々
の
中

で
生
活
の
困

窮
が
は
な
は
だ
し
く
勤
め
が
難
儀

と
認

め
ら
れ
て
、
助

郷
を
免
除

さ
れ
た
例
が
あ
る
が
、

全
面

的
に
助

郷
を
免
除

さ

れ
る
と
い
う
の
は
異

例
で
、
多

く
は
勤
め
高
の
一
部

を
、
し
か
も
一
定
の
期
間

に

限

っ
て
休
む
こ
と
を
許
さ
れ
る
に
過

ぎ
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
休
村

と
い
い
、

休
む

期
間
中

そ
の
村

に
代

わ
っ
て
そ
の
勤
め
高
の
一
部

を
補
う
こ
と
を
代

助

郷

と

い

い
、

そ
の
村

を
代
助
村
（
助
村
）
と
呼

ん
で
い
る
。

㈲
　

元

村
と
助
加

村
－

差
村
－

助
郷

が
頻
繁
に
課
せ

ら
れ
る
よ
う
に

な
る
と
、
農
家

で
は
生
計

が
た
だ
な
く
な

り
、
村

々
は
自
分

だ
も
の
村

の
苦
し

い
こ
と

を
訴
え

て
そ
の
負
担

を
軽

く
し

よ
う

と
す

る
の
で
あ

る
が
、
容
易
に
軽
く
し
て
も
ら
え

る
こ
と
で

は
な
い
の
で
窮
余

の

策
と
し
て

近
隣

の
手
明
村
（
助
郷
の
賦
課
を
免
れ
て
い
る
村
を
こ
う
呼
ん
だ
）
を
指
摘

し
て
こ
れ
を
助
郷
に
加
え
て
も
ら

い
応
援
を
求
め
る
よ
う
道
中
奉
行
に
申
請
し
た

の
で
あ
る
。
幕
府
で
は
一
応
そ
の
村
を
検
分
し
玉

妥
当
と
み
れ
ば
、
藩
役
所
を
通

し
て
新
し
く
指
定
し
た
。
こ
の
こ
と
を
差
し
村
と

い
っ
た
。
差
し
村
さ
れ
た
村
を

「
助
加
村

」
と
呼

び
、
助
郷
村

の
方

を
「
元
村
」

と
い
っ
た
。

㈲

当

分

助

郷

助
郷

の
謀
役

は
文
政
二

八
一
八
圭

二
〇
）
の
こ
ろ
か
ら
幕
末
の
文
久
・
慶

応
に

わ

中山道木曽三宿助郷「 木曽宿問 屋よ りの飛札 」（中 宿文書）61図3

た
り
一
層
激
し
く
な
っ
て
き
て

い
る
が
、
そ
れ
と
比
例
し
て
助

郷
免
除
軽
減
の
嘆
願
の
運
動
も

ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
っ
て
い
っ

た
。
特
に
大
通
行
の
あ
る
時
に

は
臨
時
的
に
人
馬
を
徴
用
し
な

け
れ
ば
開
に
合
わ
な
く
な
り
、

定
助
郷
も
加
助
郷
も
な

く
臨

時
に
村
々
に
賦
課
し
て
き
た
。

こ
れ
を
当
分
助
郷
と
呼
ん
だ
。

幕
末
に
な
っ
て
不
時
の
犬
通

行
が
起
こ
る
よ
う
に
な
る
と
当

分
助
郷
の
動
員
が
急
に
き
て
農

民
の
負
担
は
限
度
を
こ
え
た
。

し
か
も
大
通
行
が
終
わ
る
と
当

分
助
郷
制
は
解
除
に
な
る
は
ず

で
あ
る
が
、
そ
の
ま
ま
延
長
さ

れ
る
こ
と
が
多
か
っ
か
。

図
3
1
6
2は
、
通
行
量
が
多
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第３節 道 と往来

く
な
り
、
助
郷
役
が
頻
繁
に
狩
り
出
さ
れ
た
幕
末
（
嘉
永
三
～
五
年
こ
ろ
）
の
も
の

で
あ
る
が
、
当

時
の
上
伊

那
地
方
に
お
け
る
中

山
道
に
対
す
る
助
郷
関
係
村

々
が

わ
か
る
。

２
　

助
郷
が
課
さ
れ
て
く
る
手
順

・
御

通
行

の
当
事
者
か
ら
道
中
奉
行
へ
通
行
計
画

を
添
え
て
許
可

を
申
し
出
て
承

認
を
受
け
る
。

・
道
中

奉
行

か
ら
日
程
・
必
要
人
馬
数
を
書

い
た
触
書
が
宿
駅
へ
通
達
さ
れ
る
。

木

曽
の
場
合
は
一
一
か
宿
が
回
覧
し
た
。

・
福
島

宿
で
は
三
宿
で
協
議
し
て
人
馬

数
を
助

郷
村
に
割
り
当
て
飛
脚
を
も

っ
て

村

々
へ
通
達
し
た
。
こ
れ
を
飛
札
と

い
っ
た
。

・
各
村
で
は
割
り
当
て
ら
れ
た
人
馬
を
確
保
し
、
何
人
か
の
引

率

責

任

（
世

話

係
）

者
を
き
め
た
。
こ
の
引

率
責
任
者

を
「

証
人
」
ま
た
は
「

宰
領
」
と
呼

ん

だ
が
、

こ
の
人
は
割
り
当

て
人
数
外

で
あ
っ
た
。

・
証
人

は
村
役
人

か
そ

の
代
人

が
当

た
り
、
道
中

の
諸
経
費
、
到
着

後
の
問
屋
や

元
村
と

の
折
衝
、
賃
金

の
支
払

い
の
統
轄
、
割

り
当

て
人
員

の
不
足

の
場
合
に

お
け

る
宿
駅
で

の
雇

い
あ
げ
、
引
率
し
て

い
っ
た
人
馬

の
宿
泊
食
事
一
切

の
世

話

な
ど
お
こ
な
っ
た
。

・
人
馬

の
配
置

は
問
屋

の
指
示
に

よ
り
そ

の
宿
で

の
勤

め
、
先

の
宿

へ

の

出

迎

え
、
次

の
宿

ま
で

の
送
り
、
荷
物
や
客
人

へ
の
割
り
振
り

を
き

め
た
。

・
勤
務
当
日

の
指
定

さ
れ
た
時
刻
（
ほ
と
ん
ど
朝
の
よ
う
で
あ
っ
た
）
ま

で

に

遅

れ

な

い
よ
う
に
到
着
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
村
を
前
日

の
末
明
に
出
発

し
、
権
兵
衛
峠
の
山
道
を
登

っ
て
夕
方
の
う
ち
に
木
曽
で
仮
宿
し
た
よ
う
で
あ

る

。

・
大
通
行
に
は
江
戸
道
中
奉
行
か
ら
直
接
当
分
助
郷
が
村

々
に
通
達

さ

れ

て

き

た
。
幕
末
に
は
頻
繁
に
大
動
員
が
か
か
り
村
中
総
出
で
も
人
数
に
不

足
す
る
こ

と
に
な
り
、
証
人
は
金
銭
を
持
参
し
て
宿
で
人
足
を
雇

い
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
宍

そ
の
賃
銭
折
衝
で
も
苦
労
し

た
。
一
方
、
名
主

は
そ
の
持
参
金

の

金
策
に
苦
労

さ
せ

ら
れ
た
。

・
天
候

な
ど
の
都
合
で
通
行

が
延

び
る
と
、

た
だ
滞
在
し

て
い
る
こ
と
に

な
り
無

駄

な
費
用

が
か
か
っ
た
し
、
賭
博
や
女
郎
買

い
に
風
紀

を
乱

す
者
も

あ
っ
た
よ

う
て
、
多
額

の
借
金

を
負

う
者

も
あ
っ
た
。

目
　

南
箕

輪
地
域
各
村
の
助
郷

１
　

大

泉
村
の
助

郷
の
始
ま
り

上
伊
那

の
村

々
で
小
野
・
雨
沢
・
上
島
・
辰
野

の
四

か
村
が
、
最
も
早

く
元
禄

七
年
（
一
六
九
四
）
に
塩
尻
宿

の
助
郷
村
に
指
定

を
受
け

た
。
箕
輪
領
・
高
遠
領

の

一
部
が
指
定

を
受
け

た
の
は
、

二
〇
年

後
の
正
徳
二
年

二

七
一
二
）
か
ら
で
あ

っ

て
中
山
道
木
曽
一
一
宿

の
う
ち
福
島
・
上
松
・
須
原

の
中
三
宿

の
大
助
郷
に
指
定

さ

れ
た
。

こ

の
正
徳
二
年
の
大
助
郷
指
定
に
際
し
て
も
、
権
兵
衛
峠
開
さ
く

の
時
木
曽
一

一
宿
の
箕
輪
領
村

々
へ
入
れ
た
証
文
は
効
力
を
失

わ
ず
、
箕
輪
領
の
与
地
・
上
戸

・
大
萱
・
羽
広
・
中
条
・
富
田

・
吹
上
・
大
泉
・
中
曽
根
・
上
古
田

・
下

古
田

・

八
乙
女
・
大
出
・
中
原

・
松
島
の
一
五
加
村
（
こ
の
時
大
助
郷
に
設
定
さ
れ
た
村
）
に

は
、
「
先
年
木
曽
路

の
馬
道
明
け
候
節
助
馬
懸
け
申

す
ま

じ

く
相
対
の
証
文
こ
れ

有

る
に
付

き
」
と
は
っ
き
り
理
由
を
明
記

し
て
人
足
だ
け
を
賦
課
し
て
い
る
。
木

曽

側
の
申
し
入
れ
（
峠
の
開
さ
く
に
つ
い
て
の
）
を

拒

否

し
た
高
遠
領
内
の
山
寺
・

横
川

・
今
村

の
三
か
村
及

び
前
記

の
契

約
に
加

わ
っ
て
い
な
い
箕
輪

領
の
沢

・
梨

木
新
田

の
二

か
村
合

わ
せ
て
五

加
村
は
一
般
の
助
郷
な
み
に
人
馬
と
も
課
せ

ら
れ

て
い
る
。

峠
道

の
切

り
広
め
を
承
諾

し
た
箕
輪
領

の
二
七
か
村

の
木
曽
助
郷
勤

め
は
、

い

つ
も
人
足

だ
け
で

あ
っ
た
。
た
だ
一
回
、
理
由

は
不
明

で
あ
る
が
正

徳

四

年

七

月
、
本
下

村

が
人
馬
共
に
課
せ

ら
れ
た
こ
と
が
例
外

で
あ
る
。
ま
た
大

泉
新
田

は

脇
坂
時
代
代
官
加
集
杢
之
助

よ
り
諸
役
御
免
と

い
う
証
文

を
え

て
お
り
人
馬

と
も

釦3
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に

一
度

も

課

せ

ら

れ

て

い
な

い
Ｊ

２
　

神

子

柴

村

・

久

保

村

の
助

郷

の

始

ま

り

正

徳
四

年

二

七
一
四
）
七

月

の
中

山

道
福

島

等

三

宿
助

郷

帳

『

県

史

資

料

四

巻

』

に

、

次

の

よ

う
に

あ

る

。

書
面

弐
拾
六
か
村

の
内

寺
社
領

の
高
そ
の
外
前
々
よ
り
子
細
こ
れ
あ
り
諸
役
免
許
の
所
も

之
有

り
候
に
お
い
て
は
そ
の
子
細

そ
の
村

々
領

主
地
頭

よ
り
道
中
奉
行
迄

書
付

け
を
も
っ

て
申

し
聞

か
さ
る
べ
く
候

。
吟
味

の
上
そ
の
高
程
差

し
除

く
可
し

。
（
右

は
張
紙
）

福
嶋
町

上
松
町

須
原
町

一
、
高
　

壱
万
三
千
五
百
九
拾
七
石
　
　

助
郷
弐
拾
六
か
村

高
　

弐
百
六
拾
石
　
　
　
　
　
　

与
地
村

高
　

弐
百
九
拾
石
　
　
　
　
　
　

上

戸
村

（
中
略
）

高
　

六
百
弐
拾
三
石
　
　
　
　
　

大
泉
村

高
　

四
百
五
拾
九
石
　
　
　
　
　

神
子
柴
村

高
　

九
百
三
石
　
　
　
　
　
　
　

久
保
村

右
伊
那
郡
拾
七
か
村
先
年
木
曽
路
へ
馬
道
明
け
候
節
助
馬
懸
け
申
す
ま

じ
き
旨
相
対

の
証

文
こ
れ
有
る
に
付
き
、
右
の
村
々
へ
此
の
度
懸
り
飲
助
馬
数

の
わ
け
は
木
曽
路
拾
壱
か
村

よ
り
立
馬
仕
る
べ
き
旨
申
す
に
付
き
然
る
に
お
い
て
は
外

の
助
郷
村
な
ら
び
に
割
合

の
通

り
人
足
ば
か
り
こ
れ
を
出

す
可

く
候
。

高
　
弐
百
四
拾
壱
石
　
　
　
　
　

山
寺
村

高
　
三
百
拾

七
石
　
　
　
　
　
　

横
川
村

（
中
略
）

高
　

千

六
百
九
拾
弐
石
　
　
　
　

木
下
村

（
中
略
）

高
　

千
拾
七
石
　
　
　
　
　
　
　

小
出
村

右

の
通
り
福
嶋
町
上
松
町
須
原
町
へ
公
家
衆
様
御
門
跡
様
そ

の
外
御
用
に
付
き
往
来
の
衆

中

こ
れ
有
る
節
ば
か
り
助
郷

申
し
付

け
侯
間

、
そ
の
節
は
右
の
宿
々
問
屋
年
寄
相
触
れ
次

第

人
馬
と
ど
こ
お
り
な
く
村

々
よ
り
こ
れ
を
差
し
出
す
べ
く
候
。

一
、
右
の
外
御
用
に
て
こ
れ
無
き
常
々
の
往
来
は
縦
い
大

通
り
た
り
と
も
右
村
々
助

人
馬

宿

よ
り
相
触
れ
申
す
ま
じ
く
侠
、
助

郷
に
て
も
そ
の
心
得
致
す
べ
く
候
。

此

の
帳

は
右

三
か
宿
の
内

に
差
し
置

き
助
郷

の
村

々
に
て
写

し
致

し
置

き
、
自

今
以

後

右

の
趣

き
相
守

る
べ
く
若

し
宿

よ
り
そ
の
人
馬

触
れ
仕

り
候

か
、
ま
た
は
助
郷

よ
り
助

人
馬
勤

む
べ
き
節
不
参
仕

る
に
お
い
て
は
曲
事
た
る
べ
き
者

な
り
。

正
徳
四
年

七
月

大－ 萩 ＿

右
助
郷
村

名
主
・
百
姓

萩
原

重
秀
）
　
　
　
　
（
杉
岡
能
連
）

源

左
衛
門

⑩
　
　

杉
　

弥
太
郎

倍

大
久

保
忠
香
）
　
　
　
（
松
平
乗
宗
）

大

隅

守

⑩
　
　

松
　

石
見
守

⑩

福

嶋
町

上
松
町

須
原
町

問

屋

年

寄

右
の
三
宿
助
郷
帳
で
わ
か
る
よ
う
に
、
松
島

―
神
子
柴
・
久
保
村
等
の
一
七
か

村
は
権
兵
衛
峠
道
を
切
り
広
め
た
際
助
馬
は
呼
ば
な
い
と
い
う
約
束
が
で
き
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
時
か
ら
神
子
柴
・
久
保
村
は
人
足
だ
け
の
助
郷
村
に
指

定
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
他
伊
那
郡
の
九
か
村
は
人
馬
共
に
出
す
助
郷
村
と
な
っ
て
い
る
。
木
下
村

が
人
馬
の
助
郷
村
に
な
っ
て
い
る
理
由
は
わ
か
ら
な
い
。

３
　
北
殿
村
の
助
郷
の
始
ま
り

北
殿
村
・
狐
島
村
が
助
郷
を
仰
せ
渡
さ
れ
た
経
過
を
、

次
の
享
保
二
年
（
一
七

一
七
）
　一
一
月
の
助
郷
指
定
言
で
み
よ
う
。
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第３節 道 と往来

信
州
伊

奈
郡
松
嶋
村
訴
え

の
趣
き
正
徳
弐
辰
年
よ
り
中
仙
道
木
曽
須
原
上
松
福
嶋
三
か
宿

へ
助

人
足
役
相
勤

め
候
処
松
嶋
村
の
儀
は
四
拾
年
余
も
給
頷
に
て
段
々
困
窮
せ
し
め
そ

の

上
同
国
同

郡
北
殿
村
狐
島
村
は
無
役
村
に
て
道
法
も
近
く
候
条
松
嶋
村
助
人
足
役
勤
高

の

内

右
二
か
村
引
替
え
た
き
旨
こ
れ
を
申
し
…
…
…
北
殿
村
答
え
候
は
天
竜
川
通
り
に
付
き

村
高
不

応

の
川
除
場
所

な
ら

び
に
田
地
中
拾
五
丁
余
新
川
に
な
り
流
失
せ
し

め
難
儀
を
致

す
の
由
こ
れ
を
申
し
、
右
弐
か
村
申
し
立
て

の
旨
趣
自
余
助
郷
に
も
類
多
く
立
ち
難
き
事

に
候
、
道
法
遠
近

の
儀

は
四
年
以
前
立
合

い
絵
図
を
も

っ
て
須
原
上
松
福
嶋
三

か
宿

の
内

へ
双
方
近
道
壱
筋
宛
吟
味
せ

し
む
の
と
こ

ろ
、
北
殿
村
よ

り
九
里
拾
三
町
余
、
狐
島
村
よ

り

八
里
三
拾
四
町
余
、
松
島
村
よ

り
九
里
弐
拾

九
町
余

こ
れ
あ
宍

北
殿
村

は
拾
五
町
余

狐
島
村

は
三
拾
町
余
右
両
村
共
に
松
島
村

よ
り
近
村

に
ま
ぎ
れ
な
く
候

得
ど
九

猶
又
御

代
官
平
岡

三
郎
右
衛
門

都
筑
藤
十
郎

へ
申

し
渡

し
再
吟
味

を
遂

げ
た
と
こ
ろ
右

の
通
り
弥

々
相
違

こ
れ
な
き
旨
御
代
官

よ
り
書
付

け
差

し
出

し
候
に
付

き
、
右

高
の
内
百

七
石

は
こ

れ
を
除

き
残
り
高
九
百

三
拾

八
石

、
な
ら
び
に
狐
島

村
百

六
拾
石
松

嶋
村
残
高
八
百

六
拾

三
石

右
三
か
村

合
わ
せ
て
千

九
百

六
拾
壱
石

を
も
っ
て
向

後
須
原
上
松
福
嶋
三
か
宿
へ
助

人
足
こ
れ
を
出

す
可

く
、
…
…
（
略
）

享
保
弐
年
十
一
月

（
北
殿
区
有
文
書
）

松

島

村

が
北

殿

村

・

狐

島

村

を

差

し

村

し

て

勤

高

の
一

部

を

勤

め
て

も

ら

う

こ

と

に

な

る

が

、

北

殿

村

と

て
天

竜

川

筋

で

川

普

請

を

し

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
揚

所

が
多

く

、

ま

た

田

地

の
う

ち

一

五

町

が

流

失

し

て

し

ま

い
難

儀

を

し

て

い

る
旨

を

答

え

て

Ｉ
〇

七
石

は
免

除

し

て

も

ら

っ
て

、

勤

高

九

三

八
石

で

助

郷

を
仰

せ

渡

さ

れ
て

い

る

こ
と

が

わ

か

る

。

４
　

田

畑

村

・
南

殿

村

の

助

郷

の

始

ま

り

享

保

二
年

二

七
一

七
）
の
中

山

道

福

嶋

等

三

宿

助

郷

改

帳

宇

桐
屋

蔵
）
に

よ

る

一
、
高
　
　

六
百
石
　
　
　
　

田
畑
村

二

高
　
　

九
百
三
拾

八
石
　

北
殿
村

一
、
高
　
　

百

七
拾
九
石
　
　

南

殿
村

が

新

し

く

人

足

だ

け

を

勤

め

る
助

郷

村

に

指

定

さ

れ

て

い
る

。

聯
　

助

郷

の

苦

し

み

助

郷

制

度

は

徳

川

幕

府

の
悪

制

度

と

い

わ
れ

て

い
る

。

陸

路

交

通

の
ほ

と

ん

ど

す

べ

て

が

人

馬

の
力

役

に

託

さ

れ

て

い

た

時

代

で

あ

り

、

封

建

制

度

が

至

上

の
鉄

則

と

し

て
社

会

を

支

え

て

い

た
当

時

と

し

て

は
や

む

を

え

な

い
と

は

い

い
な

が

ら

、

貧

困

な

生

活

に

苦

し

ん
で

い

た
農

民

た
ち

に

と

っ

て
、

助

郷

と

い

う
謀

役

は

ま

こ
と

に

耐

え

難

い
重

圧

で

あ

っ

た

。

１
　

助

郷
の

農
作

業

へ
の

影

響

助

郷

は

ほ

と

ん

ど
農

繁

期

に

集

中

し

て

い

た

の

で
、

そ

う

い

う
時

に

一
家

の
犬

切

な
働

き

手

で

あ

る
強

壮

な

人

牛
馬

が
徴

用

さ

れ

る

の

で

農
民

に

と

っ

て

は

ま

こ

と

に

迷

惑

な

こ

と

で

あ

っ
た

。

「
当
郡
四
月
は
畑
作
蒔
付
け
の
時
節
、
七
月
は
馬
屋
こ
え
草
刈
り
取

り
候
、
早
稲
作
り
取

上
げ

の
時
節
、
両
度
共
に
百
姓
大
切
な
時
節
耕
作
仕
付
け

の
覚
悟
も
違
い
迷
惑
に
存
じ
奉

り
候
」

「
蒔
付

け
時

の
助
郷
役
相
勤

め
候
得

ば
手
後
れ
に
相
成
り
、
手
入
れ
等
も
不
行
届
き
、
自

然

と
実
法
悪
敷
く
、
荒
地
同
様
に
相
成
り
申
し
侠
」（
文
政
三
年
助
郷
難
儀
一
村
限
り
書
上

げ
）

「
百
姓
農
業
最
中
有
無
に

拘
わ
ら
ず
罷
出
候
儀
、
其

の
上
両
年

の
違
作
続

き
、

旁

以
て

必

至
と
困
窮
仕

り
難
渋

の
次
第
に
存

じ
奉

り
候
」
（
安
政
六
年

一
八
か

村

よ

り

の

歎
願

書
）

以

上

は
、

農

民

か

ら

出

さ

れ

た
助

郷

役

軽

減

を

訴

え

る

嘆

願

書

等

に

記

さ

れ

た

、
助

郷

の

農

業

に

与

え

る

問

題

点

を

訴

え

て

い
る

も

の

の

一
部

を

あ

げ

た

も

の

で

あ

る

が

、

こ

の

よ

う

な

訴

え

は

非

常

に

多

く

残

っ
て

い
る

。

収

穫

の

時

期

に
助

郷

に

狩

り
出

さ

れ

た

た

め

に

、

収

穫

の
適

期

を

失

し

た

ば

か

り

で

な

く
、

鳥

や

猪

、

猿

等

に

荒

さ

れ
て

収

穫

が

皆

無

に

等

し

く

な

っ
て

潰

れ

百

姓

が

多

い
と

い
う

釦5



村 の近世第３章

訴

え

も

あ

る

。

一
戸

の

農
家

が
年

間

何

日

く

ら

い
助

郷

に

出

た

か

は
、

そ

の
年

の
木

曽

街

道

の

通

行

量

や

出

動

回

数

、

そ

れ

ぞ

れ

の
村

の
事

情

に

よ

っ

て
異

な

る

が
、

徴

用

さ

れ

る
人

足

は
年

齢

一
五

歳

か

ら

六
〇

歳

ま
で

の
男

子

に

限

ら

れ
、

時

に

は
大

量

動

員

が

課

さ

れ
、

村

の
働

き

手

が

そ

っ

く

り
出

る

こ
と

も

稀

で

は
な

か

っ

た

。

２
　

助

郷

の

村

負

担

の

増

加

「
右

（
木
曽
）
三

宿

へ

道

法

十

五

里

・

十

七

里

相

隔

り

迷

惑

仕

り
頻

、

遠

所
故

道

中

上

下

四

日

に
仕

り
候

間

、

木

曽

役

二
分

の
勤

め
に

往

来

八
分

の

費

こ

れ

有

り

Ｅ

」

示

宿
文
書
）
と

い

う

よ
う

に

、

木

曽

で

の
勤

め

の
日

数

一

日

で

も
、

往

復

に

そ

れ

ぞ

れ
二

日

を

要

す

る

の
で

、

合

わ
せ

て
五

日

の
勤

め
に

な

り
・
、

公

定

の
支

給

さ

れ

る

賃

銭

で

は

不

足

し

、

増

賃

銭

や

往

復

の
雑

費

は
村

負

担

と

な

る

。
こ

の
点

に

つ

い
て

、

次

の

よ

う

に

史

料

は

述

べ

て

い
る

。

木

曽
は
山
中
に
て
米
高
値
故

一
人
一
目
の
飯
米
壱
升
七
拾
よ
り
八
拾
文
ま
で
、
わ
ら
じ
三

束
廿
四

文
、
夜

の
木

（
宿
）

銭
十
六
文
、
昼
の
木

銭
八
文
、
廿
文
は
塩
味
噌
菜

…
…
入
用

一
人
一
日

の
遣
方
銭
百

五
拾
文

懸
り
候

、
尤

も
賃
銭

の
儀

は
問
屋

よ
り
出
し
候

へ
共
引

き

方
多
く
御
座

候
故

か
御
定

め
程

は
出
申

さ
ず
候

。
こ

の
度

の
勤
に

て
壱

人
分
合

わ
せ
て
銭

弐
貫

七
百
文
懸
り
申
し
候

と

あ

り

、

こ

の
場

合

助

郷

人

足

一
人

当

た
り

二

貫

七
百

文

の
村

費

用

が

か

っ

か
こ

と

を

示

し

て

い
る

。

久

保

村

は

文

化

コ

ー年

二

八
一
五
）
、

助

郷

の
雑

用

を

次

の

よ

う
に

定

め

て

い
る

。
（
久
保
大

束
文
書
）

雑
　

用
　

定

人
足
壱
人
に
付

き
勤

め
口
三
日
往

き
返
り
共

八
口
分

一
弐
百
八
拾
八
文
　
　

七
夜

の
木

（
宿
）
銭

一
四
百
三
拾
六
文
　
　

米
五
升
弐
合
五
夕
七
日
の
分

一
四
百
文
　
　
　
　
　

勤
め

の
日
三
日
の
分
小
遣
い

て
一
百
七
拾
弐
文
　
　

五
日
分

の
小
遣
い

／
壱
貫

五
百
四
文

外

に
証

人
壱

人
に
付

き
勤

め
の
日
三
日
、
往
還
共

九
日

の
分

一
弐
貫
百
文
　
　
　
　

証

人
旅
館
、
小
遣

い
共
九
日

の
分

こ

の
よ

う

に

助

郷

人

足

に

は
、

多

額

の
雑

用

が

か

か

る
が

、

村

人

足

で

不

足

す

る

場

合

に

は
人

足

を

雇

い
入

れ
て

、

勤

め
を

果

た
さ

な

く

て

は
な

ら

な

い
が

、

雇

人

足

の
場

合

、

村

人

足

よ

り

一

日

当

た

り

の
賃

銭

（
雑
用
）
が

高

く

な

る

揚

合

が

多

く

、

困

窮

な

村

の

財

政

を

圧

迫

す

る

こ

と

に

な

っ
た

。

久

保

村

の

文

化

コ

ー
年

二

八
一
五
）
か

ら

五

加
年

間

の
助

郷

の
村

負

担

額

は

次

の

よ

う

で

あ

っ

た

。

文
化

コ

ー年
　

銭

一
〇

八
貫
三
〇

八
文
　

文
化

一
三
年
　

銭

一
三
二
貫
二

六
〇
文

文
化
一
四
年
　

銭
一

七
六
貫

七
六
〇
文
　

文
政
一
年
　
　

銭
　

八
九
貫
五
一
〇
文

文
政
二
年
　
　

銭
三
四
六
貫
五

七
〇
文

（
久
保
大
東
文
書
）

ま

た
、

田

畑

村

の

安

政

六
年

二

八
五
九
）
の
助

郷

の
村

負

担

は

銭

二

四

九

貫

余

で

、

そ

の
年

の

一
般

村

入

用

合

計

九

六
貫

三

七

六
文

の

二

・

五

倍
強

に

達

し

て

い

る

。こ

の
よ

う

な

助

郷

の
負

担

を

軽

減

す

る

た

め
、

次

の

よ

う
な

願

い
書

が
出

さ

れ

て

い

る

。

恐
れ
乍
ら
願

い
奉
り
候

木
曽
助
役

の
儀
久

保
村
困
窮
百
姓
数
年
漸

々
相
勤

め
申
し
候
得
共
、
段
々
困
窮
増
し
田

畑
も
荒
口

体
、
此
れ
以

後
相
続
き
難
く
迷
惑
至
極

に
奉

り
侯
間

、
御
同
領

福
島
村
・
下

手

良
村
・
南
小
河
内
村
此

の
村

々
尤

も
天
流
川
満
水
等
通

路
成

り
難

く
候
え

ば
、
人
足
の
義

は
拙
者
共
村

々
よ
り
差

し
越

し
、
そ
の
入
用

は
右
村

々
平
均

を
以
て
相
勤

め
候
様
に
願

い

奉
り
候

。
御
近
所
高
遠
領
に
て
も
御
領
内
村

々
平
均
勤

め
に
仰
せ
付
け
ら
れ

候

儀

御

座

候
、
兎
も
角
御
慈

悲
御
了
簡
に
て
御
役
儀
相
勤
ま
り
候
様
に
、
仰
せ
付
け
ら
れ
下
し
置

か

れ
候
わ
ば
有
難
き
仕
合

わ
せ
に
存
じ
奉
り
候
、
以
上
。

延
享
五
年
辰
五
月
　

日

御
役
所
様

釦6
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（
久
保
中
屋
敷
文
言

こ
れ
は
、
天

竜
川

東
の
村
々
に
助

郷
費
用

を
分
担
し
て
も
ら
お
う
と
し
た
も
の

で
あ

っ
て
、
高
遠
領
で
は
既
に
そ

れ
が
実
施
さ

れ
て

い
た
の
で

あ
っ
て
、
太
田
領

や
幕
府
領
で
は
そ

の
結
果

は
判
明
し
な

い
が
、
そ

の
後
、
困
難

の
村

々
で

は
大
助

郷

の
つ
ど
そ
の
費
用

を
借
金

を
し

て
賄

っ
て
い
る
例
か

お
る
。

３
　

頻

繁
な
助

郷
回
数

「

文
政
三
年
中

山
道
福
嶋
宿
外

二
か
宿
助

郷
人
足
賃
銭
五

か
年
調

べ
書
上

帳
」

よ

り
み
る
と
久
保
村
へ
課
せ
ら
れ
た
文
政
二
年
の
助

郷
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

文
政
三
年
の
久
保
村
の
人
口
に
つ
い
て
み
る
と
、
男

口

二

人
・
女
一
四
四
人

と
な
っ
て
い
て
、
男
子
の
う
ち
年
齢
が
一
五
歳
か
ら
六
〇
歳
ま
で
の
者
が
何
人
い

た
か
判
然
と
し
な
い
が
、
人
足
合
計
コ

ー二
人
と
か
九
六
人
と
い
う
人
数
は
、
い

か
に
過
重
な
負
担
で
あ
っ
た
か
が
想
像
で
き
る
。
割
り
当
て
ら
れ
た
人
足
を
充
足

す
る
た
め
に
高
い
賃
銭
を
支
払
っ
て
三
〇
大
か
ら
四
〇
大
も
現
地
で
雇
い
あ
げ
て

お
り
、
時
に
は
代
官
所
に
願
い
出
て
近
郷
か
ら
人
足
を
雇
い
入
れ
て
い
る
時
も
あ

る
。村

に
よ
っ
て
は
経
済
的
に
難
儀
の
こ
と
で
時
に
人
足
の
数
が
割
り
当
て
を
下
ま

わ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
宿
方
か
ら
道
中
奉
行
に
訴
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も

あ
っ

た
。

八　　　 七　　　 四　　 四　四　　　 四　 三

一　　　 二　　　 一　　 ∧　七　　　 四　 二
三　　　 七　　　 九　　　　　　　　　　　 六

月

日

両　 大 両　 大 両　 二 戸 御 目 両　 二　 尾
酒五坂　 加酒坂 組田戸条 田高 光 組戸松条　 州

組井嶋 御 組納井御 中沼田御 中家 例 中田平御　 様
中但 伊番 中大飛番　 玄上番 務　 幣　 和 縫番　 御

馬賀　　 和 騨　　 蕃佐　 大　 使　 泉殿衆　 登

守守　　 守守　　 守守　 輔　　　　 守守　　 リ
-　-　-　　-

御

通
行

御
用

一　　　　　　　　　　 一

一　　 一　　
一　　　　　　 一

‾ 一　 ‾ 一　 二 一　　 ‾ ‾ ‾ 一　　 ‾

●　 ●　　　　●　 ●　　　ﾉゝ　●　　　　 ●　　●　 ●　 ●　　　　　●
九 八　 七 六　 五 七　　 七 六 七 六　　 五

に　高

付 百

き　石

人

-　-　-　　-

内
雇一

九　　　 八　　　 八　　　 一　一　 八　　　四五
八　　　 二　　　 ニ　　　 ニ　 ー　 ニ　　 ○六

此

人

人足

九　　　 九　　　 九　　　 四　四　 九　　　 五

勤

日

数

－　　 一　　 一　　　　　 一
四　　 四　　 四　　 二 二 四　　 六

人

証

人
一　　 一　　 一　　　　　　 －
○　　 ○　　 ○　　 五 五 〇　　 六

日

三　三　 三　　　　Ξ

μ　　　　　μ　　　　　μ　　　　○　Ｏ　 Ｏ　　　　 Ｏ
Ｏ　Ｏ　 Ｏ　　　　 Ｏ

賃一
日

一
文 銭人

－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一
一　　　 九　　　 九　　　 一　 四　 九　　　 二
〇　　　 六　　　 六　　　 四　九　 六　　　 二

合人

人計足

二 七　一二 六 一二 七 一 一 一二 六 償六
三雇三　八旦雇八五旦雇三　五　四 八旦雇八 銭三

岨 五 証 琵 ふ百 五 九 七 九百 二三

叉椙　 言 椙 形 椙 と] 言 ご椙 言

貫

文

（
久

保

大

束

文

書

）
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村 の近 世第3 章

北
殿
助
郷
勤
め
の
状
況
を
安
政
四
年
二

八
五
七
）
安
政
五
年
の
二
か
年
間
で
調

べ
て
み
る
と
、
い
か
に
動
員
が
頻
繁
に
農
繁
期
に
集
中
し
て
き
て
い
る
か
が
わ
か

安
政
四
年

五 四 月

日

七

一

一

一

五

一
一六

五

一
一六

五

一
一七

七

一

一一一

七

一
一
一一

八

四

安
政
五
年

三

∴
　
一

七 七 六 五 五 四 四　 四 四

ｒ ．

ノ ゝ七

一

一

一

一

一

一

一

九
一
四

一
一

七四

-

Ｉ ．

ノ ペ

七

一
一r.

八

一
五

八

一
一四

九 八

●　●
－一

八 八

通
　
　
　
　
　

行

日
光
例
幣
使

大
坂
町
奉
行
内
三
好
美
喜
元
外
登
り

大
坂
町
奉
行
戸
田
和
泉
守
登
り

長
崎
奉
行
水
野
筑
前
外
勘
定
組
頭
登
り

目
付
若
瀬
伊
賀
守
徒
士
目
付
外
登
り

大

坂
加
番
石
川
播
磨
守
登
り
大
大

大
坂
加
番
石
川
播
磨
守

登
り

長
崎
目
付
岡
部
駿
河
守
外
下
り

儒
者
林
大
学
頭
其
地
下
り

飛
州
郡
代

福
三
郎
兵
衛
奥
方
登
り

日

光
例
幣
使
下

り

老
中
堀
田

備
中
守

奥
方

そ
の
他
下

り

勘
定
奉
行
川
路

左
衛
門
尉
下

り

堺
奉
行
一
色
山
城
守
登
り

代
官
加
藤
段
十
郎
登
り

長
崎
奉
行
松
平
九
之
丞
外
通
行

禁
裏
御
附
大
久
保
伊
勢
守
登
り
通
行

高
家
六
角
越
前
守
　

上

只

大

坂
加
番
阿
部
河
内
守

登
り

伏

見
奉
行
内
藤
豊

後
守

登
り

大
坂
加
番
米
沢
相
模
守
通
行

大
坂
目
付
河
田
栄
次
郎
外
登
り

大
坂
町
奉
行

戸
田
和
泉
守
外
下
り

者

人

足

数
一
四八

一 二 二

七 七 八 三

一

四

一

四

雇

七

一

一

一
一

一

一

ｌ ．

／ゝ

一

四

－

四二 二 七
一

一

九

九

九

一〇

九

一
一
一一

一
〇

四

戸
田

和
泉
守
家
来
荷

物
継
立

老
中
間
部
下

総
守

そ
の
他

登
り

普

請
奉
行
戸
田
能

登
守

奥
方
下

り

備
宮
様
御
迎
　

登
り

一 一

八 九 九 八

（
北
殿
区
有
文
書
）

４
　

村
々
相
互
間
の
対
立
と
訴
訟

差
し
村
さ
れ
て
差
し
返
し
訴
訟
も
し
て

い
る
が
、
こ
れ
は
助
郷
負
担
の
軽
減
歎

願
運
動
で
も
あ
り
、
差
し
村
と

い
う
他
の
村
々
の
犠
牲
に
よ
ら
な
け
れ
ば
白
分
た

ち
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
助

郷
の
悲
劇
で
あ
っ
た
と
思

わ

れ
る
。

正
徳
四
年
二

七
一
四
）
の
「

山
方

九
か
村
助
郷
訴
訟
」
や
享
保
五
年
二

七
二
〇
）

の
「
山
方
八

か
村
助
郷
訴
訟
」

の
文
書
（
中
宿
蔵
）
を
み

る
と
、

わ
れ
わ
れ
山
方

の

村

々
が
里
方

の
村

々
に
く
ら
べ
て
、
け
る
か
に
立
地
条
件
が
劣

っ
て

い
て
助

郷
賦

課
の
不

公
平

を
不

満
に
し
て

い
る
様
子

が
よ
く
わ
か
火

ま
た
、
助

郷
が
農
村
相

互
の
問

に
暗

い
影

を
投

じ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

５
　

助
役
不
参
加
の
厳
し
い
と
が
め

寛
政

八
年
（
一
七
九
六
）
一
〇
月
、
不
参
咎

め
請
書

の
一
部
を
み

る
と
、

一
弥
次
兵
衛
弥
八
惣
兵
衛
八
左
衛
門
甚
太
郎
介
五
郎
左
衛
門
儀
福
嶋
外
弐
宿
定
助
郷
村
々

人
馬
限
り
あ
る
の
由
を
も
っ
て
度
々
不

参
致
し
、
別
し
て
北

殿
村
の
儀
、
当

春
紀

州
様

御
通
行
の
節
定
助
郷
帳
に
御
記
御
座
無
く
候
故

別
段
御
触
書
を
も
っ
て
当
分
助
郷

仰
せ

付

け
ら
れ
候
故

右
触
書
に
相

背
き
助
郷
帳
に

こ
れ
無

き
由
又

は
脇
往
還

継
ぎ
揚
に
付

き

人
馬
差
し
出

し
難
き
由
を
申

し
皆
不
参
致
し
候
段
不
埓
に
付
き
名
主

は
過
料
銭
三
貫
文

仰
せ
付

け
ら
れ
候
組
頭

総
百

姓
共

々
一
同
急
度

お
叱

り
置

か
れ
右
不
参

人
馬
賃
銭

を
も

っ
て
宿
方

へ
償
う
可
き
旨
仰
せ
渡

さ
れ
外
村

々
名
主
共

は
過
料
銭
三
貫
文
宛
仰
せ
付
け

ら
れ
組
頭

な
ら

び
に
惣
百
姓
共
は
一
同
急
度
お
叱
り
置
か
れ
候
。

一
弥
左
衛
門
次
兵
衛
政
右
衛
門
義
北
殿
外
拾
六
か
村
同
様
村
々
人
馬
限
り
有
る
の
由
申
し

度
々
不

参
致
し
候
段
不
埓
に
付
き
名
主
は
過
料
銭
三
貫

文
宛
仰
せ
付

け
ら
れ
組
頭
百

姓
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共
々
一
同
急
度
お
叱
り
置
か
れ
候
。

（
北
殿
区
有
文
書
）

右

の
よ

う

に

不

参

し

た

た
め

に

名

主

は
過

料

銭

を

仰

せ

つ
け

ら

れ

人

馬

雇

い
あ

げ

の
賃

銭

を

宿
方

へ
償

い
、

そ

の
う

え

組

頭

百

姓

は
お

叱

り

を

受

け

て

い
る

こ

と

が

わ

か

る

。
大

変

厳

し

い
も

の
で

あ

っ

た
こ

と

が

う

か
が

わ

れ

る

。

６
　

助

村

と
休

村

・
休

役

延
長

の

嘆

願

元

文

二
年

二

七
三

七
）
一
〇

月

の
高

遠

領

一
九

か
村

中

山

道

助

郷

人

馬

勤

書

上

帳

に

よ

っ

て

こ

の
例

を

み

る

と
、

一
、
高
弐
百

九
拾
四
石
壱
斗

八
升

七
合
　
　

上
牧
村

（
中

略
）

右

は
享

保
五
子
年
箕
輪
領

久
保
村

よ
り
福

嶋
宿
上
松
宿
須
原

宿

有

二
宿
へ
助
指
し
村
仕

り
公
儀
へ
御
願

い
御
吟
味
の
上
、
久
保
村
高
九
百

三
石

の
内

弐
百

弐
拾
弐
石
御
免

、
上

牧
村
高
弐
百

九
拾
四
石

壱
斗

八
升

七
合

の
内
弐
百
弐

拾
弐
石
助
村
勤

高
仰
せ
付
け
ら
れ
助
人
足
相
勤
め
候
。

（
『
県
史
資
料
篇
』
）

上

牧

村

高

二

九

四

石

一

斗

八

升

七

合

の

う

ち

か

ら

二

二

二

石

を

助

村

勤

高

と

し

て

仰

せ

付

け

ら

れ

、

そ

の

分

久

保

村

は

免

除

さ

れ

て

い
る

。

こ

の

よ

う

に

そ

れ

ぞ

れ

の
村

が

公

儀

へ

何

か

と

申

し

出

し

て

は

苛

酷

な

負

担

を

軽

減

し

よ

う

と

し

て

い

る

。文

政

四

年
（
一
八
こ

こ

に

は

北

殿

村

・

南
殿

村

・
田

畑

村

・

久

保

村

・

神

子
柴

村

な

ど
箕

輪

領

ニ

ー
か
村

が

休

村

と

な

り

、

代

わ

っ
て

手

良

・

福

島

・

長

岡

・

南

小

河

内

・

北

小

河

内

・

八
乙

女

・

沢

・

上

穂

・

赤

須

な

ど

コ

ー
か
村

が

、

二

〇

か

年

の
期

間

代

助

村

と

な

っ

て

い

る

。

こ

の

こ
と

に

つ

い

て

は

「
助

郷

二

拾

一

か
村

御

免

状

写

」
（
久
保
大

東
文
書
）
に

残

っ
て

い
る

。

二

〇

か
年

の
休

役

明

け

は
、

天

保

一

一

年

二

八
四
〇
）
で

あ

る

が
、

同

年

八
月

「
助

郷

休

役

延

長

に

つ

い

て

一
札

の

事

」
（
久
保
大

東
文

書
）

コ

ー年

「
大

泉

よ

り

二
〇

か

年

休
役

明

に

つ

き

助

郷

嘆

願

」
（
中
宿
文
書
）
な

ど

で

わ

か

る

よ

う

に

各

村

が

出

願

し

、

さ

ら

に

二

〇

か

年

休

村

が

延

長

さ

れ

て

い

る

。

７
　

助

郷

の

免

除

嘆

願

助

郷

の
負

担

は
元

村

は
も

ち

ろ

ん
、

助

加

村

も

困

窮

の
限

界

に

追

い

つ

め

ら

れ
、

ま

た
休

村

も

代

助

村

も

疲

弊

の
極

に

達

し

た
よ

う

で

、

助

郷

の
免

除

嘆

願

は

道

中

奉

行

に

盛

ん
に

出

さ

れ

る

よ

う
に

な

っ

た

。

田

畑

村

の
享

保

七
年
（
一
七
二
二
）
木

曽
助

郷

赦

免

願

を

み

る

と

、

恐

れ
乍
ら

書
付
を
以

っ
て
御
訴
訟
申
し
上

げ
候
御
事

一
、
信
州
伊

奈
郡
田
畑
村

の
儀
五
年
以
前
戌
年
同
郡
木
下
村

よ
り
木
曽
助
郷
指
し
村
に
致

さ
れ
、
木
下
村

高
の
内

六
百
石
仰

せ
付

け
ら
れ
須
原
上
松
福
嶋
三

か
宿

へ
助

人
足
是
非

無
く
相
勤
め
申
し
候
。
此
の
大
足
高
三
百

五
拾

人
、
年

に
よ
り
四
百
五

人
、
此

の
賃
銭

七
拾
貫
又
は
八
拾
貫
上
下

七
日
よ
り
十
四
、
五
日
迄

相
勤
め
難

儀
仕
り
候
。
殊
に
当
村

の
儀
は
田
地
流
れ
場
所
は
な
は
だ
し
く
高
辻
六
百
七
拾
三
石

弐
斗

四
升

の
内

、
田

方
百

石
余
は
天

竜
川
長
筋
流
れ
場

所
に
て
御

座
侯
、

同
九
拾
石
余
は
大
泉
川
長
筋
流
れ
場
所
に
て
御
座
候
、
永
流
れ
上
中
下

田
四
拾
五
石

壱

斗
四
升
六
合
余
今
川
筋
に
て
御
座
候
丿

水
流
れ
見
取

田
七
反

歩
余
今
川

筋
に
て
御

座
候

候
、
永
流
れ
見
取
畑
壱
反

壱
畝
拾
歩
余
、
今
川
筋
に
て
御
座
候
、
永
流
れ
見
取

畑
壱
反

壱
畝
拾
歩
余
今
川
筋
に
て
御
座
候
。

右

の
通
り
両
川

の
流
れ
場
所
川
除
け
御
普
請
年
々
仰
せ
付

け
ら
れ
御
入
用
金
下

し
置

か

れ
候
え

ど
も
其

の
上
百
姓
役
百
石
一
百
人

の
外
三
千
人
、
年
に
よ
り
五
千
人
余
も
相
勤

め
申
し
候
、
こ
れ
に
よ
り
百
姓
困
窮
仕
り
候
。
九
年
以
前
伊
奈
郡
村

々
へ
助
郷
仰
せ
付

け

ら
れ
候
節
も
右
流

れ
場
所
困
窮

の
村
方
故
御
赦
免
遊
ば
さ
れ
下

し
置
か
れ
候
、
八
年

以
前
同
郡
十
五

か
村
遠
近

の
御
訴
訟
申
し
上
げ
候
節
も
当
村
南
殿
村
北
殿
村
は
御
赦
免

遊

ば
さ
れ
下

さ
れ
候
処
に
、
差
し
村
に
罷
り
成
り
助
郷
相
勤
め
申
し
候
て
は
両
川

の
川

除
大
分

の
場
所
村
切

り
に
て

は
致
し
兼
ね
難
儀
に
及
び
申
し
候
。

恐

れ
乍

ら
右

の
趣
聞

こ
し
召

し
分

け
ら
れ
御
慈
悲

を
も

っ
て
助
郷
御
赦
免
下
し
置

か
れ
　

卯

軟

わ
ば
有
難

く
存

じ
奉

る
可

く
侠
、
以
上
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信
州
伊
奈
郡
大
草
太
郎
左
衛
門
支
配
所

田
畑
村
　
名
主
　
五
左
衛
門

組
頭

勘

太

夫

享
保
七
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
彦
　
　
市

寅
十
一
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄
　
庄
左
衛
門

全

理
軒
文
書
）

田
畑
村

は
五
年
前

に
木
下
村

よ
り
差
し
村

さ
れ
て
木
曽
助
郷
を
勤

め
三
宿
へ
大

足
高
三
五
〇
大
、
年
に

よ
っ
て
は
四
〇
五
人
を
出
し
て
上
下

七
日

か
ら
一
四
、
五

日
勤

め
難
儀
を
し
て

い
る
。

田
畑
村
は
田

地
の
流

れ
場
所
が
多
く
、
天
竜
川
大

泉
川
長
筋

に

永
流

れ
上
中
下
田
　

四
拾
五
石
壱
斗
四
升

六
合
余

永
流

れ
見
取
田
　
　

七
反
歩
余

永
流

れ
見
取
畑
　
　

壱
反
壱
畝
拾
歩
余

永
流

れ
見
取
畑
　
　

壱
反
壱
畝
拾
歩
余

が
今
川
筋

に
な
っ
て

い
る
。

両
川

の
流

れ
場
所

の
川
除
け
御
普
請
を
年

々
仰
せ
付
け
ら

れ
て
、
御
大
用

金
は

い
た
だ
い
て

い
る
が
、
百
姓
役
一
〇
〇
石
一
〇
〇
人

の
ほ
か
に
三
〇
〇
〇
大
、
年

に

よ
っ
て
は
五
〇
〇
〇
入
余
も
勤
め
て
ま
い
り
百
姓
は
困
り
果
て
て
い
ま
す
。
九

年
前
に
伊
奈
郡
へ
助
郷
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
時
も
流
れ
場

所
が
多

く
困
窮

の
村

と

い
う
こ
と
で
御
赦
免
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
八
年
前
伊
奈
郡

一
五

加
村
遠
近

の
訴
訟

を
申
し
上
げ
た
節
も
田
畑

・
南

殿
・
北

殿
村

は
御
赦
免

く
だ
さ
っ
て

い

る

と

こ

ろ
、
差

し
村

に
な
り
助
郷

を
勤

め
る
よ
う
に
な
っ
て

は
両
川

の
川
除
け
大
分

の
楊

所

も
田
畑
村

だ
け
で

は
で

き
な
く
難
儀

に
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
御
慈
悲
を
も

っ

て
助
郷

を
御
赦
免

く
だ
さ

れ
ば
有
り
難

く
思
う
次
第
で
あ
り
ま
す
。

右

の
よ
う
な
内
容

の
赦
免
願

い
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
よ

り
明
治
五
年
ま
で
の
一
七
八
年
の
長
音
に
わ
た
っ
て
農
民

を
苦
し
め
た
助

郷
を
免

除
軽
減
し
て
も
ら
う
嘆
願
の
関
係
文
書
は
南
箕
輪
村
に
も
た
く
さ
ん
残

っ
て

い

四
　

天

竜

川

通

船

・

渡

し

舟

Ｈ
　

通
船
の
開
始
ま
で

１
　

最
初
の

通
船
願
い

書

天
竜

の
大
河

が
伊
那
谷

の
中
央

を
流

れ
て
い
る
の
で
、
古

く
か
ら
天
竜
川

の
水

運
に
着
目

す
る
の
は
当
然

の
こ
と
で
、
小
規
模

な
部
分
的

な
小
舟
に

よ
る
利
用

は

既
に
行

な
わ
れ
て
い
た
。

特
に
各
藩

の
御
用
木
々
樽
木
が
筏
や
裸
木

の
ま
ま
川
下

げ
を
さ

れ
て
賑

っ
た
こ

と
は
、
大
久
保
に
材
木
改
番
所
が
設
け
ら
れ
て

い
た
こ
と
で
明
ら
か
で
あ
る

。

幕
府
は
国
内
の
大
河
川
に
通
船
を
実
現

し
て
き
た
が
、
天

竜
川

通
船
の
企
て
に

つ

い
て
は
、
こ
の
道
の
権
威
者
で
あ
る
角
兪
了
以

に
命

じ
て
慶
長

コ

二
年
（
一
六

〇
八
）
に

諏
訪
湖

か
ら
遠
州

ま
で
調
査
さ
せ
た
が
、

急
流
や
氾

濫
原

な
ど
の
難
所

が
多
く
、
富
士
川
開

さ
く
の
よ
う
に

は
実
現

で
き
な
か
っ
た
。
し

か
し

そ
れ
以

後

平
地

を
流

れ
て
い
る
部
分

の
み
航

路
が
断
続
し

て
開

か
れ
て
き
た
。

時
又
々
佐
久
間

な
ど
に
開

か
れ
た
天

竜
川

通
船

は
、

正
徳
・
享
保
年
間
（
一
七

一
一
二

二
六
）
一
一
そ
う
前
後
で
動
き
、

船
一
そ
う
に

米
二
一
俵
を
積
み

船
頭
四

人
が
乗

っ
て

い
た
。
運
賃
・
積
荷
差
益
の
利

益
は
船
頭
と
船
主
で
四
分
六
分
で

わ

け
て
も
船
主
の
利

益
は
多
く
、
当
時
一
そ
う
の
建
造
費
は
一
年
の
利

益
で
元

が
と

れ
た
と

い
う

。

武
州
豊
島
郡

内
藤
新
宿
の
商

人
二
人
が
天
竜
川

水
域

の
物

産
を
船
積
み

で
江
戸

へ
送
る
通
船
計
画

を
安
永

九
年
（
一
七
八
〇
）
に
申
請

を
し
た
が
、
諏
訪
・
松
本
・
伊

那
の
中
馬
業
者

た
ち
が
反
対

し
、
下
伊

那
の
新
井
河
岸
（
現
飯
田
市
松
尾
）
か
ら
遠

州
掛

塚
ま
で
で
示
談
成

立
と
な
っ
て
、
通
船
事
業
は
部
分
的
に
と
ど
ま

っ
て

い
る

。

こ
う
し

た
状
勢

が
続

く
な

か
で
神
子
柴
村
年
寄
孫
市
は
宮
田
村
五
郎
右
衛
門
と

J 扨
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図

り

御

奉

行

所

へ
文

政

六

年

（
一
八
二
三

一
〇

月

に

上

流

か
ら

の
通

船

計

画

を

願

い
出

て

い

る

。
こ

の
天

竜

川

通

船

御

許

容

願

書

は
大

変

長

い
も

の
で

あ

る

。

恐

れ
乍
ら
書
付
け
を
以

っ
て
願

い
上
げ
奉
り
候

松
平
丹
波
守
御
預
所
信
州
伊

那
郡
神
子
柴
村
年
寄
孫
市
、
内
藤
大
和
守
領
分
同
州
同
郡
宮

田
村
年
寄
五
郎
右
衛
門
申
し
上
げ
奉
り
候
。

一
、
信
濃
国
伊

那
郡

の
儀
は
山
谷

に
逮

り
候
土

地
柄

に
こ

れ
有

り
候
処

、
同
国

諏
訪
郡
湖

水

の
尾
尻

を
水
上

に
て
遠
州
掛
塚
迄
川

丈
五
拾
里
余
一
円

に
相
連

り

候

流

水
、
天

竜

川

と
相
唱
え
来
り
候
。
然

る
と
こ
ろ
往
古

よ
り
右
川
筋
水
上
通
船
の
助
成
こ
れ
な
く
、

す
べ
て
の
国

産
自
運
送

の
通
路
相
随

い
候
故
、
尾
州

∴
二
州
へ

の
運
送
荷
物
は
往
古
よ

り
中
馬
と
申
し
壱
人
に
て
三
、
四
疋

の
馬
進
退
仕
り
、
荷
物
岡
附
け
運
送
交
易
致
し
来

り
候
処
、
糾
れ
も
行
程
四
拾
里
余
に
て
往
返
十
二
日
獄

の
日
数
相
潰
れ
候
故
、
途
中

止

さ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
マ
マ
）

宿
諸
雑
費

の
失
墜

の
み
相
懸
り
候
故
、
自
国
産
物
売
り
捌
き
候
て
も
僅
か

の
余
情
に
付

き
立
ち
行
き
難
く
国
中
人
民
寝
食
を
忘
れ
相
稼
ぎ
候
え
ど
も
、
一
体

の
処
寒
国
故
冬

は

十
月
上
旬
よ
り
雪
積
り
、
春
は
三
月
上
旬
に
相
成
り
申
さ
ず
候
え
ば
耕
耘

の
農
事
も
相

成
ら
ざ

る
処
、
近
年
別
け
て
米
穀
格
外

の
値
段
諸
国
と
相
違
仕
り
下

落
に
付
き
金
銭

の

融

通
相
成
ら
ず
、
国

中
一
統
困
窮
に
相
逼
り
申
し
候
。
然
る
と
こ
ろ
右
天

竜
川

の
儀
一

体
山
川
に
て
早
瀬
に
は
候
え

ど
も
、
平
水

の
節

は
順
道
に
て
至
極
通
船
相
成

る
べ
き
水

筋
に
こ
れ
有
り
候
に

つ
き
、
先
年
よ
り
巡
遊
に
は
通
船
御
願

い
仕
り
候
族
も
間

々
こ
れ

有
り
候
え
ど
も
、
其

の
身

の
不

肖
を
も

っ
て
願
意
空
敷
く
相
成
り
候
儀
も

こ

れ

有

る

処
、
当

時
私
共
右
川

筋
篤
と
相
考

え
巨

細
穿

馨
に
及

び
候
処
、
堅
く
通
船
相
成

る
べ
き

水
勢
に
御
座
候
え
ば
、
御
許
容
を

も
っ
て
通
船

の
助
成
こ

れ
有
り
候
え
ば
国

産
の
融
通

自
然

と
便
利
宜

し
く
国

益
に
相
成

る
べ
き
儀

と
恐

れ
乍
ら
存

じ
奉
り
候

。
こ

れ
に

よ
り

通
船
国
益

の
始
末
左
に
申
し
上
げ
奉
り
候
。

（
田
丸
屋
文
書
）

こ

の

よ

う

に
、

天

竜
川

両

岸

の

産

物

の

荷

運

送

や
交

易

の
不

便

な

現

状

を

述

べ
、

天

竜
川

が

通
船

可

能

な

こ

と

と
、

通
船

が

で

き

れ

ば
大

き

な
国

益

に

な

る

と

し
、

続

け

て

大

要

次

の

よ

う

な
国

益

と

な

る
点

を
列

挙

し

て

い
る

。

圃
　
領

主
等
の
収
納
米

の
運

送
に
人
馬

の
失
費
、
諸
雑
費
多

く
か
か
り
、
領

主
も

不
利

で
農
民

も
困
窮

の
基
で
あ
る
が
、

通
船

が
あ
れ
ば
少

な
い
運
賃

で
早
く
運

ぶ
こ
と
が
で
き
、
商
品

の
流
通
が
良
く
な
る
の
で
売
捌
き
に
も
便
利

で
あ
る
。

閃
　

御
領
所
の
年
貢

は
ほ
と
ん
ど
代

金
納
で
あ
る
が
、
国

内
荷
物
の
流
通
の
無

い

状
態
で
あ
る
か
ら
、
地
域
で
の
米
価
の
変
動
に
よ
っ
て
金
納
相
場
に
大
き
な
変

動
が
あ
り
不
便
で
あ
る
が
、
通
船
が
で
き
れ
ば
、
国
内
で
の
流
通
が
良

く
な

り
、
金
納
相
場
も
平
均
化
さ
れ
、
御
公
儀
に
も
、
百
姓
に
も
良
い
。

圓
　
当
地
方
は
寒
国
で
冬
季
の
仕
事
は
少
な
い
が
、
通
船
が
で
き
れ
ば
農
間
余
業

の
各

種

産

物

の

売

捌

き

が

便

利

と

な

り

、

自

然

と

冬

季

の
農

民

の

仕

事

が

ふ

え

、

ま

た

、

河

岸

積

み

の

仕

事

も

あ

り

農

民

に

活

気

が

出

て

来

、

年

貢

金

の

納

入

も

良

く

な

る

。

㈲
　

信

濃

国

は

山

国

で

塩

の

入

手

が

む

ず

か

し

く

、

運

賃

の

た

め

格

外

の

高

値

と

な

る

が
二

戻
り

船

で

塩

を

運

び

さ

ら

に

川

筋

村

の
産

物

を

運

べ

ば

、

塩

は

も

ち

ろ

ん
諸

品

の
融

通

も

良

く
な

る

。

㈲
　

時

又

よ

り
下

流

は
鵜

飼

船

と

角

會

船

が

あ

る

の
で

、

そ

れ
よ

り

上

流

に

舟

運

を

つ

く
り

天

竜

川

筋

一
円

の
通

船

仰

せ

付

け

ら

れ

れ
ば

、

川

筋

の
村

々
が

交

易

に

便

利

に

な

り
稼

ぎ

方

も

増

し

、

領

主

に

と

っ

て

は
払

い
米

の
利

か

増

え

、

諸

穀

の
値

段

に

も

影

響

し

、

全

般

的

に

諸

産

物

の
流

通

が

良

く
な

る

。

こ

の

よ

う
に

、

通

船

に

よ

る
国

益

を
列

挙

し

た
後

、

願

書

は
さ

ら

に

、

次

の
よ

う
に

結

ん

で

い
る

。

一
右
川

筋
の
内
其

の
場
所

よ
り
岩
間
等

に
て
難
場

も
所

々
に
こ

れ
有

り
候
へ

ど
も
、
右
と

て
も
御
許
容

こ
れ
有

り
候
え

ば
仕
法

を
も
っ
て
自
普
請
仕

り
、
荷
積
み
通
船

の
差
し
支

え
に
相
成
ら
ざ
る
様
仕
る
儀

に
御
座

候
。
尚

ま
た
積
荷
物

の
儀

は
是
迄
中
馬
稼
ぎ
仕

り

候
者
共
の
、
岡
附

け
仕
り
候
荷
物
差

し
障
り
に
相
成

ら
ざ
る
様
に
仕

り
、
尚
、

そ
の
時

々
に
よ
り
候
て
は
中
馬
岡
附
け
に
て
引
合

わ
ず
候

荷
晶

こ
れ
有

り
候
節
、

こ
れ
ま
た
船

下

げ
仕
り
度
く
侠
。
尤
も
右
中

馬
荷
物
の
儀

に
付

き
侠
て
は
先
年
度

々
御
裁
許

も
こ

れ

Jｎ
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有

り
荷
品

相
分

け
儒
儀
に
御
座
儒
え

ば
、
是
又
右
稼

ぎ
方
仕
り
儒
者
に
故
障
に

は
相
成

ら

ざ
る
議
に
国

益
を
も

っ
て
第
一

の
儀
に
御
座
候
て
、
今
般
別
紙
天
竜
川
筋
村

々
亘

絵

図
面
差
し
上
げ
奉
リ
、
何
卒
格
別

の
御
慈
悲
を
も

っ
て
右
川
付
き
村

々
御
礼
し
下
し
置

か
れ
、
私
共
へ
通
船

の
儀
御
許
容
成
し
下
し
置
か
れ
候
様
願
い
上
げ
奉
り
候
。

猶
又
右
川
筋

の
儀
に
付
き
此
の
上
御
奉
公

筋
に
相
成
る
儀
に
御
座
候
へ
ば
、
仰
せ
付

け

ら
れ
候
わ
ば
相
勤
め
度
く
存
じ
奉
り
候
。
其
の
余
御
尋
ね
の
儀
は
恐
れ
乍
ら
巨

細
口
上

並
び
に
書
付
け
を
以
て
其
の
時
々
申
し
上
ぐ
可

く
候
　
　

以

上

松
平
丹
波
守
御
預
所

文
政
六
未
年

十
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
州
伊

那
郡

神
子
柴
村

年
寄
　

願

人
　

孫
市

内
藤
大
和
守
領
分

同
州
同
郡
宮
田
村

年
寄
　

願
人
　

五
郎
右
衛
門

御
奉
行
所
様

（
田
丸
屋
文
書
）

孫

市

（
秋
葉
詣
に
同
行
し
て

い
た
孫

市
と
五
郎
右
衛
門

は
出
願

の
準
備

は
協
力
し

て

行

な

っ
て

い
る
が
、
そ
の
後
不
仲

と
な
り
提
出

は
孫
一
巾
一
人
だ
け
で
行

っ
て
い
る
）
は
船

一
〇

〇

そ

う

を

建

造

し

実

現

の
あ

か

つ
き

に

は

Ｉ
そ

う

に

付

き

永

五

〇

文

の

冥

加

金

（
献
金
）

を

出

す

こ

と

を

申

し

出

て

い
る

。

（
狭
）

諏

訪

湖

よ

り

掛

塚

ま

で

凡

そ

五

四

里

余

の
船

下

り

で

遠

州

の

挟

石

が

難

所

で

あ

り
、

こ

こ

を
中

継

点

と

し

た
計

画

が

で

き

あ

か

っ

て

い

る

。

そ

し

て

、
川

通

り

の

難

所

は
自

普

請

で
直

し

、

予

想

さ

れ

る
中

馬

側

の
反

対

に

は
国

益

第

一
と

い

う

こ

と

で
奉

行

所

に
、

一

二
月

に

は
支

配

す

る

松

本

御

役

所

へ
、
「
御

慈

悲

を
以

て

川

筋

の
村

々
召

し

出

さ

れ
御

糾

し

の

う
え

願

い

の
通

り
仰

せ

付

け

ら

れ
下

し

置

か

れ

候

わ

ば

広
大

な

御

慈

悲

…

…

」

と

、

許
可

を

願

い
出

て

い
る

。

２
　

通

船

差

し

障

り

問

題

の

解

決

通

船

を

許
可

す

る

に

当

た

っ
て

は
、
天

竜

川

川

付

き

の
村

々
が

こ

れ

に
同

意

す

る

か

ど
う

か
が

重

要

な

問

題

で

、

孫

市

は
役

所

で

川

付

き

村

々
を

召

し

出

し

て

御

糾

し

の
上

、

許

可

す

る

よ

う

願

っ
て

い
る

。

と

こ

ろ

が

、

松

本

預

り

所

で

は

孫

市

が

計

画

し

て

い
る
天

竜

川

通
船

に

対

す

る

差

し

障

り

の
有

無

を

、

孫

市

と

村

々

と

の
掛

け

合

い
に

ま

か

せ

た

よ

う

で

あ

る

。

文

政

七

年
（
一
八
二
四
）
二

月

に
奉

行

所

へ

提
出

し

た

一
札

「

通
船

差

し

障

り
有

無

御

吟

味

御

願

い
書

」

は

次

の

よ

う

で

あ

る

。

恐
れ
乍
ら
書
付

け
を
以

っ
て
願
い
上
げ
奉

り
候

松
平

丹
波
守
御
預

り
所
信
州
伊

那
郡
神
子
柴
村
年
寄

孫
市
申

し
上

げ
奉

り
候

。
私
儀
同
国

天

竜
川
筋
に
新
規
通
船
造
り
度
く
他
国
運

送
相
始

め
国

益
に
仕

り
た
き
旨
去

る
十
二
月
中

に
当

御
奉
行

所
様
へ
願

い
上

げ
奉

り
候

処
、
執
連
に

も
帰
国

の
上
川
岸

の
村

々
へ
故
障

の

筋
有

無
共
に
相
糾
し
罷

り
出
其

の
段
申
し
上

げ
奉

る
可

き
旨
御
利
解
仰
せ
聞

か
さ
れ
候
に

付

き
、
掛
け
合

い
に
取

懸
り
候

処
兎

角
捗
取
り
兼
ね
勿
論
其

の
村

々
役
場
へ
懸
け
合

い
候

え

ば
、
役

人
仲
間
又

は
小
前
百

姓
へ
も
申
し
談

じ
追

っ
て
挨
拶
致
す
可
き
様
と
こ
れ
を
申

し
等
閑
に

い
た
し
打
ち
捨
て
置
き
候
に

つ
き
、
猶
又
度

々
催
促
に
及
び
漸
く
挨
拶
承
り
候

次
第
に
て
日
数
相
懸
り

か
れ
こ
れ
掛
け
合

い
相
済
み
候
村
々
僅
か
に
て
ご
ざ
侠
。
斯

の
次

第
に
て
掛
け
合

い
手
間
取
り
候
に
付
き
、
同

御
預
り
所
内
は
御
支
配

御
役
所
へ
願
い
上
げ

御
威
光
を
以
て
掛
け
合
い
仕
り
候
処
、
川
岸
村
々
の
外
に
も
か
れ
こ
れ
差
し
障
り
申
し
出

で
難
渋
仕
り
候
。
所
詮
右

の
振
り
合
い
に
て
は
百

弐
拾
か
村
も
御
座
候
え

ば
、
年

月
を
重

ね
申
さ
ず
候
て
は
懸
け
合
い
相
遂
げ
間

敷
き
か
に
存

じ
奉

り
候

。

然
る
上
は
永
引

き
候
う
ち
に
は
一
旦
納
得
仕

り
侯
村

々
も
何
等
異
変
等
致

す
間
敷

き
も
の

に
も
御
座
無
く
其
の
段
斗

り
難
く
、
左
侠
で
は
是
迄

懸
け
合

い
手
戻

り
に

も
ま
か
り
な
リ

畢

竟
掛
け
合
い
相
果

て
間

敷
き
馥

と
歎

か
わ
敷
く
存

じ
奉

り
候

。
と
て
も
身
力
を
も

っ
て

掛

け
合
い
相
済

み
故

障
の
有

無
申

し
上

げ
奉

り
候
儀
出
来
難
く
存

じ
奉
り
候
間
、
此
段
幾

重
に

も
聞

こ
し
召

し
な
さ
れ
御
慈

悲
を
以
て
川
岸

の
村

々
此

の
上
召
し
出

さ
れ
御
吟
味
下

し
置

か
れ
候
様
仕

り
た
く
願

い
上

げ
奉

り
候

。

尤

も
掛

け
合

い
相
済
み
故
障
筋

の
有
無
相
分

か
り
村

々
は
別
紙
に
書
き
上
げ
奉
り
侠
以
上

松
平
丹
波
守
御
預
所

沢2
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文
政

七
申
年

二
月
十

九
日

御
奉
行
所
様

信
州
伊

那
郡
神
子
柴

村
年
寄

願
人
　
　
　
　
　

孫
市

恐

れ
な
が
ら
別
紙

書
付

け
を
も
っ
て
故
障

の
有
無
申
し
上
げ
奉

り
候

松
平
丹
波
守
御
預
所
信
州
伊

那
郡

北
小
河
内
村
　
　

長
岡
村

三
日
町
村
　
　
　

沢
　

村

大
出
村
　
　
　

古
領松

島
村

木
下
村

右

七
か
村

の
儀

は
掛
け
合

い
に
及
び
候
処
天
竜
川
通
船

の
儀
に
付
き
候
て
は
故
障
こ
れ

無
き
段
挨
拶
に
及
び
候

羽

倉
外
記
様
御
代
官
所
同

国
同

郡

上
知
松

島
村
　
　

久
保
村

塩
野
井

村
　
　
　

南
殿
村

諏
訪
伊

勢
守
様
御
領
分
同
国

諏
訪
郡

荒
倉
村
　
　
　
　

駒
沢
村

鮎
沢
村

右

七
か
村

の
儀

は
故
障
こ

れ
無

き
段
掛

け
合

い
相
済
み
候

内
藤
大
和
守
様
御
領
分
同
国
同
郡

辰
野
村
　
　
　

平
出
村
　
　
　

樋
口
村

赤
羽
根
村
　
　

宮
所
村
　
　
　

宮
木
村

野
底
村
　
　
　

上
牧
村
　
　
　

古
町
村

狐
島
村
　
　
　

新
田
村
　
　
　

殿
島
村

田
原
村
　
　
　

大
久
保
村
　
　

栗
林
村

伊
那
村
　
　
　

菅
沼
村
　
　
　

吉
瀬
村

御
薗
村
　
　
　

山
寺
村
　
　
　

伊
奈
部
村

小
出
村
　
　
　

表
木
村
　
　
　

下

牧
村

中
越
村
　
　
　

羽

場
村
　
　
　

新
町
村

右
天
竜
川
付

き
弐
拾

七
か
村

の
儀

は
去

る
未

の
冬
中
右
領
主
役
所
へ
通
船

の
件
に
付
き
候

て

は
少
し
も
故
障
筋
こ

れ
無
き
段
御
請
書
差
し
上
げ
候
段
右
村
役
人
共
よ
り
私
方
へ
挨
拶

こ
れ
有
り
挟松

平
丹
波
守
御
預
所
同
国
同
郡

福
島
村
　
　
　
　

北
殿
村

田
畑
村
　
　
　
　

神
子
柴

村

南
下
平

村
　
　
　

北
下
平

村

右
六
か
村
の
儀

は
掛
け
合

い
候
処
通
船
出
来

候
て

は
中
馬
稼

ぎ
差

し
障
り
、
且

は
往

々
米

納

等
に
仰
せ
付

け
ら
れ
候

て
は
難
渋
致

す
べ
く
、
又

は
米
穀
高
値
に
相
成

り
候
て

は
小
前

の
者
難

渋
致

す
べ
き
な
ど
こ
れ
を
申

し
納
得
仕
り
申

さ
ず
挟

同
御
預
所
同
国
同
郡

下
古
田
村
　
　
　

上
古
ｍ

村

八
乙
女
村
　
　
　

吹
上
村

羽
広
村
　
　
　
　

上

戸
村

中
条
村
　
　
　
　

与
地
村

大
萱
村
　
　
　
　

中
曽
根
新
田

中
原
新
田
　
　
　

富
田
村

赤
須
町
　
　
　
　

上

赤
須

小
町
屋
　
　
　
　

市
揚
割

右
拾
八
か
村
は
川

岸
の
村
々
に
て

は
御

座
な
く
候
え

ど
も
故
障
申

し
出
で
候
に
付

き
掛

け

合
い
仕
り
候
処
、
前

書
福
島

村
外

五
か
村
同
様

こ
れ
を
申

し
得
心
仕
ら

ず
候

前

書
の
通
り
去
る
暮
中
帰
村
御
願

い
仕

り
懸
け
合

い
仕
り
候
村

々
の
分
故
障

の
有
無
書
き

上
げ
奉

り
候
通

り
相
違
御
座
無
く
候
以
上

松
平
丹
波
守
御
預
所
信
州
伊

那
郡

神
子
柴
村
年
寄
願
人
　
　

孫
市

文
政

七
申
二
月
十

九
日

御
奉
行
所
様

XＢ
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（
注
　
福
島
村
は
羽
倉
外
記
御
代
官
所
）（

田
丸
屋
文
吝

北
小
河
内
村
等
七

か
村
・
松
島
村
等
四

か
村
・
諏
訪
郡
荒
會
村
等
三

か
村
・
辰

野
村
等
弐
拾
七

か
村

は
故
障
な

く
掛
け
合

い
も
済
ん
で

い
る
が
、
福
島
村
・
北
殿

村
・
田

畑
村
・
神
子
柴
村
・
南
下
平

村
・
北
下
平

村

の
天

竜
川
に
沿

っ
た
六

か
村

は
通
船
が
で
き
て
、
通
船
で
米
が
運
ば

れ
て
し
ま
え
ば
中
馬
稼
ぎ

が
出
来
な
く
な

っ
て
、
貢

租
も
現
物
納
に
な
る
お
そ

れ
が
あ
り
、
そ

の
う
え
米

の
移
出
で
米

の
値

が
高
く
な

っ
て
は
小
前
の
者
ど
も
が
難
渋
す
る
か
ら
と
、
納
得
し
て

い
な

い
。
特

に
主
唱

者
加
藤
孫
市
の
住
む
神
子
柴

村
が
反

対
し
て

い
る
。
川

沿

い
の
村

々
で
な

い
西

山
方
の
上
古
田

村
等
拾
弐
か
村
赤
須
町
等
四

か
村
も
福
島
村
外
五

か
村
同

様

に
賛
成
し
て

い
な

い
こ
と
が

わ
か
る
。

文
政
七
年

五
月

に
は
川
沿

い
で
な

い
箕

輪
郷
一
八
か
村
の
村
々
が
激
し
く
反

対

運
動

を
起
こ
し
、
上
穂

・
赤
須

・
下
平

の
諸
村

を
加

え
て
出

府
し
反

対
陳

情
を
行

な

っ
て

い
る
。

一
方
、

孫
市

の
運
動

も
激
し
さ
を
増

し
村

々
に

納
得

し
て
貰

う
た
め
奔
走

し
て

回

わ
っ
た
が
、
村

々
へ
の
掛
け
合

い
の
む
ず
か
し
さ
を
嘆

き
、
村

役
場

へ
行

け
ば

小
前
百

姓
へ
挨

拶
せ
よ
と
い
う
し
、

い
っ
た
ん
納
得

し
た
村

々
も
ま
た
戻
っ
て
し

ま
い
、
伊

那
郡

コ

ー○

か
村

を
掛
け
合

う
こ
と
は
至
難
で
あ
る
か
ら
、
川
沿

い
の

村
々
を
召
し
出
し
て
吟
味
し
て
貰
い
た
い
と
郡
内
の
掛
け
合
い
の
結
果
を
書
き
上

げ

て

い
る

。

幕

府

で

も
内

陸

の

通
船

事
業

の
開

発

の

た

め
、

文

政

七
年

九
月

に

反

対

の
村

々

の
代

表

を
江

戸

に
呼

び
出

し
、

通

船

事
業

が
国

益

の
大

義

で

あ

る

こ

と

を
説

き
、

双

方

が
妥

協

す

る

よ

う
申

し
渡

し
、

難
点

は

孫
市

と
折

衝

さ

せ

て
妥

協

が
年

末

に

は
成

立

し

た

。
妥

協

の

各
項

を
要

約

し

て

み

る

と
、

・
諏
訪
湖

か
ら
掛
塚
ま
で
に
川
除

け
普

請
の
場
所

が
数

か
所

あ
る
が
決
し
て
差

し
障
り
な

い
よ
う
に
す
る
。

・
川

を
は
さ
ん
で
通
用
橋

が
あ
る
が
決

し
て
差
し
障
り

な
い
よ
う
に
す

る
。

・
川
通

り
に
は
運
上

を
納

め
て

魚
漁
稼

ぎ
の
者
か
お

る
が
決

し
て
差
し
障

り
の
な
い
よ

う

に
す
る
。

・
途
中
田
用
水
取
入
射

が
あ
る
が
通
行

で
き

ぬ
揚
合

は
荷
物
を
陸
上
げ
し
て
積
み
直
す

。

・
航

路
が
悪

し
く
掘

り
割

り
浚
う
必
要

が
あ
っ
て
も
堰
場
近
く
で

は
決
し
て

行

な

わ

な

べ

○

レ

・
引
舟

の
際
田
畑
、
株
場
を
踏
み
荒
さ

な
い
。

・
川
筋

の
瀬

が
変

わ
っ
た
た
め
掘
り
直
す
必
要
が
生
し
て
も
堰
近
く
で
は
行
な

わ
ず
、
万

一
、
必
要

の
場
合

は
村
方
と
相
談

の
上
行

な
い
費
用

は
願

い
人
方
に
て
負
担
す

る
。

・
中
馬
村

々
の
儀

は
往
古

か
ら

の
仕
来
り
で
あ

る
か
ら
尾
州
・
参
州
な
ら
び
に
飯
田
・
松

本
・
諏
訪
・
高
遠

な
ど
城
下
町

へ
の
諸
産
物
米
穀
中
馬
荷
物

は
往
き
返
り
共
に
船
積
み

し

な
い
。

（『
県
史
資
料
』
四
巻
）

と

な

っ

て

い

る

。

こ

う

し

て

伊

那

の
村

々
と

の
紛

争

は
終

結

し

た

が

、

次

に

起

こ

っ
た

反

対

は
諏

訪

湖

周

辺

の
二

四

か
村

が

通

船

に

よ

っ
て

湖

水

の
排

水

が

悪

く

浸

水

の
恐

れ

が

あ

る

と

い

い
出

し

、

さ

ら

に

続

い
て

中

山

道

木

曽

一

一

か
宿

か
ら

は
通

船

に

よ

り

伊

那

米

が

東

海

道

筋

や

関

東

方

面

に

輸

送

さ

れ

て

し

ま

う

こ

と

を

恐

れ

て

反

対

運

動

が

起

こ

っ
た

。

せ

っ
か

く

好

転

を

み

よ

う

と

し

た

孫

市

の
計

画

も

ま

た

ま

た

壁

に

つ
き

あ

た

り

幕

府

も

形

勢

を

考

慮

し

て

一

時

は
願

い
書

を
下

げ

戻

し

た

。

３
　

通

船

の

再

願

い

と

請

書

初

志

の
貫

徹

を
期

す

孫

市

の
信

念

は
変

わ
ら

ず
、

文

政

一

〇

年
（
一
八
二
七
）
五

月

に

木

下

村

年

寄

弥

四

郎

と

組

ん
で

再

度

申

請

し

て

い

る

。

天

竜
川
通
船
御
許
容
願
書

恐

れ
乍
ら
書
付
を
以

っ
て
願

い
上
げ
奉
り
候

松
平
丹
波
守
御
預
所

信
州
伊
那
郡
神
子
柴
村
年
寄
　
　

孫
　

市
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右
同
御
預
所

同
州
同
郡
木
下
村
年
寄
　
　
　
　
弥
四
郎

去
る
未
年
以
来
私
共
儀
天
竜
川
通
船
願
い
の
儀
に
付
き
差
障
り
の
有
無
御
礼
し
こ
れ
有
り

候
処
、
木
曽
筋
宿
々
村
々
よ
り
申
し
立
て
候
は
累
年
米
穀
払
底
の
揚
所
柄
天
竜
川
通
船
出

来
候
わ
ば
、
弥
々
以
て
米
穀
払
底
に
相
成
る
可
き
哉
懸
念
の
趣
き
早
々
申
し
立
て
、
右
に

付
き
追
々
御
利
解
仰
せ
付
け
ら
れ
候
に
付
き
一
且
屈
伏
は
仕
り
候
え
ど
も
遺
念
の
程
も
斗

り
難
く
、
願
い
の
趣
き
御
沙
汰
に
及
ぼ
さ
れ
ざ
る
旨
去
る
戌
年
仰
せ
渡
さ
れ
恐
れ
入
り
畏

み
奉
り
候
。
こ
れ
に
依
り
帰
村
の
上
百
姓
共
へ
も
右
の
趣
き
申
し
聞
か
せ
候
処
、
通
船
の

儀
は
郡
中
の
賑
い
に
相
成
り
辺
土
取
り
開
き
の
一
助
に
相
成
る
可
く
候
処
、
手
切
り
に
罷

り
成
り
候
段
一
統
相
歎
き
其
の
上
是
れ
ま
で
の
申
し
立
て
方
不
行
届
も
御
座
候
に
付
き
、

尚
又
こ
の
度
願
い
上
げ
奉
り
候
儀
は
通
船
に
積
み
入
れ
候
晶
は
牛
馬
駄
送
相
成
り
兼
ね
候

材
木
類
、
そ
の
外
国
産
の
品
々
積
み
下
し
、
登
り
船
に
は
塩
・
鉄
・
綿
布
・
魚
類
積
み
登

り
候
を
第
一
の
稼
ぎ
方
に
仕
リ
、
諸
家
様
方
の
御
廻
米
は
格
別
そ
の
外
売
米
の
分
は
積
み

入
れ
申
さ
ず
候
段
約
定
仕
リ
、
是
れ
ま
で
掛
塚
湊
へ
差
し
出
し
候
儀
は
相
成
り
兼
ね
候
品

々
を
運
送
仕
る
可
く
候
。

恐
れ
乍
ら
信
州
路
万
一
作
毛
取
入
れ
方
も
よ
ろ
し
か
ら
ず
米
穀
高
値
の
年
柄
も
御
座
候
わ

ば
、
其
の
節
は
遠
州
辺
に
お
い
て
米
穀
買
入
れ
信
州
路
へ
積
み
登
ら
せ
候
儀
は
、
伊
那
郡

諏
訪
郡
は
申
す
に
及
ば
ず
木
曽
路
宿
々
村
々
ま
で
の
潤
い
助
け
に
相
成
る
可
く
候
間
、
其

の
節
は
売
米
に
て
も
運
送
仕
る
可
く
候
。

若
し
又
信
州
豊
作
打
ち
続
き
米
穀
直
段
下
落
に
て
村
方
迷
惑
の
節
は
積
み
出
し
候
は
勿
論

の
儀
に
御
座
候
。
右
の
趣
き
当
時
木
曽
宿
へ
掛
け
合
い
中
に
御
座
候
え
ど
も
先
達
と
違
い

格
別
難
渋
の
筋
も
相
聞
か
ず
候
間
、
御
許
容
成
し
下
し
置
か
れ
た
く
願
い
上
げ
奉
り
候
。

右
冥
加
永
と
し
て
三
拾
貫
文
、
撒
板
三
千
枚
宛
年
々
上
納
仕
る
可
く
候
。
信
濃
の
国
の
儀

は
四
方
海
な
き
の
辺
土
に
御
座
候
故
、
慶
長
年
中
右
の
趣
き
御
憐
察
も
御
座
候
哉
角
倉
了

以
へ
通
船
仰
せ
付
け
ら
れ
、
拾
四
里
程
通
路
の
船
名
只
今
も
っ
て
角
倉
船
と
相
唱
え
川
上

通
路
の
儀
い
ま
だ
取
り
開
き
申
さ
ず
候
内
、
御
同
人
は
死
去
致
し
候
由
旧
来
申
し
伝
え
候

の
み
に
て
、
只
今
鵜
飼
船
と
申
す
小
舟
を
も
っ
て
通
弁
仕
り
候
え
ど
も
掛
塚
湊
ま
で
運
送

は
で
き
兼
ね
候
間
、
此
の
度
川
筋
相
応
の
新
船
打
ち
立
て
水
行
難
場
は
浅
瀬
を
浚
い
大
石

を
取
り
片
付
け
破
船
瀬
懸
か
り
こ
れ
無
き
様
、
今
よ
り
入
用

を
も
っ
て
普
請

い
た
し
通

路

仕
り
候
心
得
に
御
座
候
。
左
候
え

ば
必
竟

鵜
飼
船

の
小
舟

を
大
形

に
打

ち
替
え
侠

の
み
に

て
新
規
に
相
企

て
候
筋
に
も
御
座
な
く
候

段
御
深
察
下

し
置

か
れ
た
く
願

い

上

げ

奉
ｐ

候
。
川
岸
両

岸
の
船

宿
等
は
新
規
相
対

を
も
っ
て
取

り
極

め
、
掛

塚
湊
問
屋

の
儀

は
是

れ

ま
で

の
仕
来

り
に
随

い
仲
間

一
統

の
潤

い
助
け
に
も
相
成
り
候
様
割
合

い
、
御
領
主
様
方

並
び
に
御
用

の
荷
物

は
何
晶
に
限
ら
ず
運
送
仕

る
可
く
候
。
尤
も
右
晶
々
別
段
引
請
人
相

（
マ
マ
）

立
て
取
り
扱

い
仕
り
、
其

の
外
川
丈
よ
り
湊
ま
で
一
統
の
賑
い
に
も
相
成
り
候
様
取

り
計

ら
い
仕
る
可
く
候
間
、
何
卒
願
い
の
通
り
仰
せ
付
け
ら
れ
下
し
置
か
れ
候
様
幾
重
に
も
願

い
上
げ
奉
り
候
以
上
。

松
平
丹
波
守
御
預
所

信
州
伊
那
郡
神
子
柴
村
年
寄

願
人
　
　
　
　
　
孫
市

文
政
十
年
亥
年
五
月

右
同
　
　
御
預
所

同
州
同
郡
木
下
村
　
　
　
　
年
寄

願
人
　
　
　
　
　
弥
四
郎

御
奉
行
所
様

（
田
丸
屋
文
書
）

・
通
船
に
積
み
入
れ
る
品
は
中
馬
で
は
駄
送
で
き
な

い
材
木
類
・
そ
の
外
国
産

の

品
々
を
積
み
下

し
、
登
り
船
に
は
塩
・
綿
布
・
魚
類
を
積
み
登
り
す
る
。

・
信
州
路
の
取

り
入
れ
が
悪

く
米
穀
が
高
値
の
年

に
は
遠

州
辺
で
米
穀

を
買

い
入

れ
信
州
路
へ
積
み
登
る
、
そ
う
す
れ
ば
伊

那
郡

諏
訪
郡

は
勿

論
木
曽

路
の
宿
々

村

々
ま
で
も
潤

い
助

け
に
な
る
。
ま
た
豊

作
が
打

ち
続
き
米
穀
値
段

が
下
落

し

た
時
に
は
積
み
出
す
。

・
冥
加

永
三
拾
貫

文
　
樅
板

三
千

枚
を
上

納
す
る
。

・
御
領

主
様
方

並
び
に
御
用

の
荷
物

は
何
品
に
限

ら
ず
運

送
す
る
。

孫
市

は
反
対

の
村

々
の
申

し
立
て
を
斟
酌

し
て
こ
の
よ
う
に
申

請
し
て
い
る
。
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第3 章 村 の近世

こ

う

し

て

中

馬

稼

ぎ

の
村

々
や

木

曽

一

一

か
宿

の
反

対

の
解

消

が

で

き

、

議

定

書

の
取

替

せ

を

し

文

政

二

一
年

二

八
二
九
）
コ

ー月

漸

く

認
可

を

得

た

。

先

の
申

請

か

ら

、

通

船

の
許
可

が
下

り

る

ま

で

六

年

の
歳

月

が

か

か

っ
て

い
る

が

、

孫

市

は
さ

っ
そ

く

奉

行

所

に

対

し

請

証

文

と

も

い
う

べ

き

一

札

を

出

し

て

い

る

。
差
上
げ
申
す
一
札

の
こ
と

一
私
儀
信
州
諏
訪
湖
水
落
ち
口
天
竜
川
平
出
村
よ
り
遠
州
に
て
は
天
竜
川
と
唱
え
同
国
掛

塚

湊
ま
で
川
丈
凡

そ
五
拾
里
余
こ
れ
有
り
候
処
、
右

の
内
掛
塚
湊
よ
り
川
上
信
州
伊
那

郡
挟
石

ま
で
凡

そ
拾
三
里
程

の
場
所

は
古
来
よ
り
通
船
こ
れ
有
宍

其

の
後
同
所
よ
り

上

み
手
時
又
村
ま
で
拾
四
里
程

の
場
所
鵜
飼
船
と
唱
え
是
れ
又
通
船
用

い
こ
れ
有
り
候

処

、
時
又
村

よ
り
上
み
手
平
出
村
ま
で
凡

そ
川
丈
拾
六
里
程

の
場
所
未
だ
通
路
こ
れ
無

く
運
送
差
支
え
候
に
付
き
、
自
分
入
用
を
も

っ
て
長
さ

七
間
半
底
四
尺
二
寸

の
船
凡
そ

百

嫂
打

ち
立
て
、
村

々
相
対

の
賃
銭
を
も

っ
て
通
船
運
送
仕
り
た
く
候
処
、
伊
那
郡

の

内
牛

並
び
に
中
馬

と
唱
え

候
稼

ぎ
方
に
差
し
支
え
候
旨
数

か
村
よ
り
申
し
立
て
候
に
付

き
、
是

れ
ま
で
牛

並
び
に
中
馬
附
け
送
り
候
俵
物
船
へ
積
み
取
り
申
さ

ず
、
是

れ
ま
で

の
通
り
に
て
右

の
外
貫
目

重
き
池
、
駄
賃
格
別

高
値

の
池
、
開
長

の
品
等
船
積
み
致
し

候
儀
に
て
す
べ
て
中
馬
荷

物
相
減
じ
候
儀

こ
れ
な
き
旨
御
利
解
こ

れ
有

り
残
ら

ず
承
伏

仕

り
候
。
然

る
処
尾
州
様
御
領
分
木
曽
拾
壱

か
宿
並
び
に
附
郷
弐
拾
壱

か
村

よ
り
通
船

出
来
致
し
候
で
は
、
右

宿
々
へ
入
る
米
相
場
引
揚

り
飢
餌
に
及

ぶ
可

き
旨
申

し
聞

き
候

間
、
木
曽
宿
々
惣
代
の
者
御
呼
び
出
し
御
利

害
こ
れ
有

り
候
上
、
猶
又
私
共

よ
り
得

と

掛
け
合
い
申
す
べ
き
旨
仰
せ
渡
さ
れ
候
間

、
追
々
に
掛
け
合
い
の
上
当

時
壱
俵
四
斗
入

弐
千
俵
は
永
々
敷
き
俵
に
致
し
置
き
、
其
の
後
壱
か
年
四
斗

入
六
千
俵

二
斗

六
升
入

弐

千
俵
都
合
八
千
俵
宛
時
の
相
場
を
も
っ
て
貧

し
遣
し
依
段
、
対

談
相
整
い
議
定
証
文
取

り
替
し
相
済
み
申
し
候
こ
と

一
、
通
船
運
送

の
儀
は
米

’
大
豆
・
酒
、
三
池
は
積
み
入
れ
申
す
間

敷
く
候
。
其

の
外

貫

目
重
き
物
、
間
長

の
も

の
、
駄
賃
高
値

の
品
々
、
他
国
引
合
い
に
相
成
ら
ず
是
れ
ま
で

埋
も
れ
こ
れ
有

る
国
産
の
池
々
お
び
た
だ
し
く
こ
れ
有
り
、
自
然
と
国
中
衰
微
致
し
甚

し
く
困

窮
に
及

び
侯
処
通
船

こ
れ
有

り
侠
え

ば
右
品

々
他
国
引
合

い
に
相
成
り
、
且
又

信
濃
国
中
打

続
く
不

熟
の
節
は
他
国

よ
り
米
穀
引
入

れ
候
間
飢
餌

の
愁

い

御

座

な

く

候
。
国

中
は
勿
論
近
国
ま
で
潤

い
候
儀
に
御
座
候
旨
申
し
上

げ
候
こ

と

一
、
荷
物
積
場

の
儀

は
信
州
伊

那
郡
沢
村

・
同
郡
時
又
村

・
遠
州
豊
田
郡
半
場
村
右
三

か

所
試
し
の
た
め
船

積
所
願

い
奉

り
候

。
不

都
合

の
儀

も
こ

れ
有
り
候
節

は
追

っ
て
外

の

場

所
取

極
め
願

い
奉

る
べ
く
候

こ
と

一
、
御
運
上
並
び
に
御
冥
加
の
儀

は
壱

か
年

永
百
貫

文
、
樅

板
三
千
枚
年

々
上
納
仕

る
べ

き
旨
申
し
上
げ
候
処
、
船

打
ち
立
て
其
の
外

品
々
手
数

相
懸
り
急
速
に
は
出
来
仕
ら

ず

候
間
、
来
る
寅

よ
り
永
百

貫
文
、
但

し
長

六
尺
三
寸
幅

一
尺
厚

さ
四
分

の
樅
板
三
千
枚

宛
年
々
永

々
上
納
仕
る
べ
き
こ
と

右

の
通
り
願
い
奉
り
候
処
追
々
御
吟
味
の
上
願
い
の
通
り
仰

せ
付

け
ら
れ
有

り
難

く
承

知
畏
み
奉
り
候
。
然
る
上
は
御
運
上
永
は
松
平

丹
波
守
様
御
預

り
所
御
役
所

へ
永
々
相

納
め
、
御
冥
加
樅
板
は
猿
江
御
材
木

蔵
へ
年
々
永
々
相
違

な
く
相

納
め
申
す
べ
く
、
且

故

障
村
々
へ
対
談
議
定
の
趣
き
違
変
致

す
ま
じ
く
侠
。
働

っ
て
御

請
証
文

差
し
上

げ
申

す
処
く
だ
ん

の
ご
と
し
。松

平
丹
波
守
御
預
所

信
州
伊
那
郡
神
子
柴
村

年
寄
　
　
　

孫
市

文
政
十
二
丑
年

十
二
月
廿

八
日

御
奉
行
所

前

書
仰
せ
渡

さ
れ
の
趣
私
儀

も
罷

り
出
で
承
知
畏
み
奉
り
候

之
に
依

り
奥
書
印
形
差

し
上

げ
奉

り
候
以
上

右
差
添
宿鍋

　
屋
　

甚
　

八

（
田
丸

屋
文
書
）

そ

の
要
点
は
左
の
と
お
り
で
あ
る
。

お 日



第３節 道 と往 来

・
掛

塚
湊
よ
り
川
上

の
挟
石

ま
で

と
、
挟
石
よ

り
上
み
手
時
又
村
ま
で

は
既
に
通
船
が
あ

る
か
ら

、
時
又

か
ら
上
流

の
平
出
村

ま
で
で
、
長

さ
七
間
半
・
底
四
尺
二
寸

の
船
を
几

そ
百
般
造

っ
て
通
船
運
送
す

る
。

・
こ

れ
ま
で
牛
や
中
馬
で
付
け
送
り
し
て

い
た
俵
物
や
米
・
大
豆
・
酒

の
三
品
は
積
み
入

れ
し

な
い
。
貫
目

の
重

い
物
・
間
長

の
も

の
・
駄
賃

の
高
値

の
品

々
を
船
積
み
す
る
。

・
荷
物

の
積
場

は
沢
村
・
時
又
村
・
半
場
村

の
三
か
所
と
す
る
。

・
御
運
上
並
び
に
御
冥
加
金

は
一

か
年
永
百
貫
文
・
樅
板
三
千
枚
を
年

々
上
納
す
る
。

‥一
｝‥
　
通

船

営

業

の

仕

様

営

業

は

翌

コ

二
年

の

春

か

ら

で

、
天

保

六

年

二

八
三
五
）
ま

で

は

主

に

孫
市

の

自

己

資

本

で

運

営

さ

れ

た

も

の

と

思

わ

れ

る

。

具

体

的

営
業

の
姿

は

よ

く

わ

か

ら

な

い

が
、
「
天

竜

川

通

船

積

り

書

」

に

は

次

の

よ

う
に

書

い

て

あ

る

。

信
州
伊

那
郡
平
出
村

よ
り
遠
州
掛

塚
湊
迄
天
竜
川

筋
一
回
通
船
仕
様

一
、
船
　

百
般

但
し
壱

か
月
壱
度
下
り
俵
数
三
拾
俵
目
方
積
み
壱
俵
に
付

き
銀
三
匁

此
の
銀
九
拾
匁

此
の
訳

銀

七
拾

五
匁
　
　

船
頭
給

金

銀
　
　

弐
匁
　
　

御
運
上

銀
　
　

八
匁
　
　

問
屋
口
銭
船
持

銀
　
　

五
匁
　
　

川
丈
出
水

の
節
普

請
手
当
金

て

年
内
　

千
船

の
積

り

／

銀
七
拾
五
貫
目
　
船
頭
給

銀

尤
も
下
り
船

の
賃
金
に
御
座
候

一

、
同
断／

銀
四
拾
五
貫
目
　

但
壱
俵
に
付
き
銀
五
匁
内
銀
五
分
四
銭
引

是
は
上
り
船

の
運
賃

弐
口
合
銀
百
弐
拾
貫
目

此
の
金
弐
千
両
　
　
船
頭
給
金
の
積
り

御
運
上
壱
か
年
合
銀
弐
貫
目

此
の
金
三
拾
三
両
一
分
五
匁
　
御
上
納
金

壱
か
年
下
り
船
口
銭
／
銀
八
貫
目

同
　
上
り
船
口
銭
／
銀
五
貫
目

合
銀
　
拾
三
貫
目
　
問
屋
船
持
ち
受
け
取
り

為
金
弐
百
拾
六
両
弐
分
弐
朱
と
弐
匁
五
分

同
川
丈
刎
銀
／
銀
五
貫
目

為
金
八
拾
三
両
壱
分
五
匁

（
田
丸
屋
文
書
）

こ

の
資
料
は
年
度
が
不
明
で
、
積
り
書
で
あ
る
が
、
百

般
の
船
を
毎
月
一
回
平

出
か
ら
掛
塚
ま
で
運
航
す
る
計
画
に
な

っ
て
お
り
、

一
般
（
長
さ
七
間
半
底
幅
四
尺

二
寸
）
の
積
荷
は
米

三
〇

俵
分
の
目

方
の
も
の
で
、

そ
の
運
賃

が
銀
九
〇
匁
（
約
一

・
五
両
）
と
な
っ
て
い
る
。

船

一
般
の
運
賃

銀
九
〇

匁
の
内
訳

は
、
船
頭
給

金
七
五
匁
、

運
上

二
匁

で
、
問

屋

口
銭

と
船

持
の
取

り
分
か
八
匁
、
出

水
の
際
の
普

請
手
当

金
が
五
匁

と
な
っ
て

い
て
、
船

主
の
取
分

け
意
外

と
少

な
い
。
さ
ら
に
資
料

は
年
間
運
航
数
千
般

と
し

て
見
積

り
を
し
、

そ
の
中
で
問
屋
船
持
受
取
分

を
銀

一
三
貫
目
（
金
に
し
て
二
一
六

両
余
）
と
も

く
ろ
ん
で

い
る
。

さ
ら
に
、
文
政

二
二
年

二

八
三
〇
）
の
「
天
竜
川
通
船
運
賃
・
諸
掛
り
留
書
」

に

は
、
次

の
よ
う
に

あ
る
。

天
竜
通
船
沢
村
よ
り
江
戸
迄
荷
物
壱
駄
に
付
き
銀
廿
匁
弐
分
五
厘
積
り

時
俣
よ
り
江
戸
迄
壱
駄
に
付
き
十
七
匁
弐
分
五
厘
積
り

船
壱
朧
　
　
　
　
十
五
駄
積

此
の
賃
銀
三
百
三
匁
七
分
五
厘
　
　
但
し
壱
駄
は
廿
匁
弐
分
五
厘

年
内
舟
数
弐
千
四
百
肢
　
　
但
し
舟
百
肢
に
て
壱
か
月
両
度
上
下

の
わ
り

幻7
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運
賃
／
銀

七
百
弐
拾
九
貫
匁

金

と
し
て
壱
万
弐
千
百
五
十
両

内
　

訳

金
千

八
百
両
　
　
　

沢
村

よ
り
時
又
迄

運
賃
問
屋
口
銭
共
　

但

し
壱
駄
に
付

き
四
匁
弐
分
壱
厘

金
千

六
百

八
十
両
　

時
又

よ
り
半
場
迄

右
同
断

同
千

五
百

廿
両

右
同

断

同
四
千
六
百
廿
両

右
同

断

同
三
百
五
十
両

同

千
百
八
十
両

同
五
百
両

同
五
百
両

但
し
壱
駄
に
付
き
四
匁
壱
厘

（
掛
）以
下
同
じ

半
場
よ
り
欠
塚
迄

但
し
壱
駄
に
付
き
弐
匁
五
分
三
厘

欠
塚
よ
り
江
戸
迄

但
し
壱
駄
に
付
き
七
匁
八
分
、
六
匁
は
要

百

訟

銭
）

公
銭
上
納

冥
加

年
々
川
浚
い
手
当

右
金
主
返
済
積
り

右
の
通
り
相
調
べ
書
上
げ
奉
り
候

文
政
十
三
寅
三
月

右
の
仕
方

懐

勘

定

金
壱
万
弐
千
百
五
十
両

の
内

内
三
百
両
　
　

沢
村
問
屋
口
銭

三
百
両

三
百
両

時
ス
村

（
狭
）

挟
石
村

六
百
両
　
　

江
戸
会
所

三
百
両
　
　

欠
塚

小
／
　
　

千

八
百
両
也

積

金
分
／
弐
千

五
百

廿
両

壱
駄
五
分
ず

つ

右
同
断

右
同
断

壱
匁
ず

つ

右
同
断

又
挟
石
よ
り
欠
塚
迄

金
千

弐
百
両

但
し
三
万
六
千
駄
の
運
賃
　

但
壱
駄
に
付

き
弐
匁
此
は
下

り
荷
物
の
分
な
り

又
欠

塚
よ
り
江
戸
迄

金
三
千

六
百
両
　
　

右
同
断

此
／
　
　

四
千

八
百
両

引

残
／
　

三
千
廿
両

有
　
　

此
の
分
沢
村
よ
り
挾
石
迄
の
運

賃

此

の
支
分
け

舟
壱
嫂
に
付
金
壱
両
壱
分
よ
　

壱
か
月
両
度
上
下

年
内
百
般
に
て
弐
千
四
百
度
上
下
　

此

の
分
運
賃
三
千
廿
両
と
成

る

下
り
二
日
、
上

り
六
日
、
上
・
下

八
日
懸
り

壱
日
に
付
き
壱
岐
分

九
匁
四
分
四
厘
に
当
た

る
　
但
し
四
人
乗
壱
人
に

わ
り
弐
匁
四

分
壱
厘

ず
つ

以
下
略

（『
県
史
資
料
』
四
巻
）

こ
の
資
料
も
「
右
の
通
り
相
調
べ
書
上
げ
奉
り
候
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
懐
勘

定
」
と
あ
っ
て
、
胸
算
用
の
よ
う
で
あ
る
が
、
一
〇
〇
般
の
舟
を
用
意
し
、
月
に

二
度
ず
つ
上
下
し
、
年
間
二
四
〇
〇
般
運
航
す
る
考
え
で
、
一
般
に
一
五
駄
の
荷

物
を
積
ん
で
運
び
、
そ
の
運
賃
は
一
駄
に
つ
き
沢
村
か
ら
江
戸
ま
で
銀
二
〇
匁
二

分
五
厘
、
時
又
か
ら
江
戸
ま
で
一
七
匁
二
分
五
厘
の
積
も
り
と
な
っ
て
い
る
。

年
間
二
四
〇
〇
般
の
沢
村
か
ら
江
戸
ま
で
の
運
賃
が
一
万
ニ

ー
五
〇
両
と
な
っ

て
い
る
が
、
こ
の
区
間
を
沢
村
１
狭
石
、
狭
石
－

掛
塚
、
掛
塚
―
江
戸
の
三
区
間

に
分
け
て
運
賃
が
算
出
さ
れ
て
お
り
、
当
地
の
沢
村
１
狭
石
ま
で
の
年
間
の
運
賃

は
三
〇
二
〇
両
と
な
っ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
狭
石
、
掛
塚
の
二
か
所
で
積
替
え
を
し
て
江
戸
ま
で
運
ん
だ
も
の
と

考
え
ら
れ
、
そ
の
う
ち
、
孫
市
の
通
船
は
主
と
し
て
沢
村
－

狭
石
間
を
担
当
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
沢
村
－

狭
石
間
を
下
り
二
日
、
上
り
六
日
、
上
下
八
日
懸
り
で
運
航
し
、

一
般
に
は
船
頭
が
四
人
乗
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
通
船
で
ど
の
よ
う
な
も
の
を
運
ぼ
う
と
し
た
の
か
、
文
政
七
年
の
ま
だ

討8
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許

可

請

願

の
段

階

の
資

料

で

あ

る

が
、

掲

げ

て

お

く

こ

と

に

す

る

。

恐

れ
乍
ら

書
付

を
以
て
申

し
上

げ
奉
候

一
、
信
州
諏
訪
郡
湖
水
よ
り
遠
州
掛
塚
迄
天

竜
川
筋
船
積
み
下
げ
仕
り
度
き
荷
晶

一
御
出
入

御
屋
敷
様
方
御
払
い
米
穀
類
並
び
に
江
戸
御
屋
敷
御
勝
手
向
御
入
用

の
晶
外

一

油

一

粟

一
炭
薪
　
　

一
白
木
類
　

一
口

類
　
　

一
酒

一

方

兄

’ひ
き
ぬ
き
そ
ぱ

一

挽

抜

蕎

麦

一

味

噌

く
る
み

一

胡

桃も
ち

一

氷

餅

一

真

綿

き
ぴ
ほ
お
き

一

黍

竿

ひ
き
ぐ
し

一

挽

櫛

わ
ら
じ

一

草

桂

あ
ん
ず

一
杏

一
氷
豆
腐

一
麻
布

一
漬
大
根

一
和
薬
類

と
い
し

一
砥
石

一
小
豆
　
　

一
小
麦
　
　

一
稗

た

ま

り

一

味

噌

溜

Ｔ

」
ろ
柿

一

口

粉ち
ょ

一

麻

苧わ
ら
ぴ

一

漬

蕨

ナ
げ

一

菅

笠

す
ず
り

一

硯

石

一
醤
油
　
　

一
酢

一

梅

干

わ
ら
び

一

蕨

粉

さ
ら
し

一

晒

木

綿

一

漬

松

葺

か
ら
か
さ

一

傘

一
、
遠
州
掛
塚
よ
り
信
州
へ
積
み
登
ら
せ
候
荷
品

一

塩

一
干
鰯
　
　

一
魚
油
　
　

一
茶

一
遠

州
綿
　

一
遠

州
藍
　

一
紙
筆
類

一
小
間

物
類
一
瀬
戸

物
類
一
琉
球

ろ
う
そ

く

一

蝋

燭

一
鶏
卵

か
ら
し

一
辛
子
粉

一
紙
類

う
るし

一
漆

一
献

一
生
魚

一
鍋
釜
類

一
焼

酎

ご

ま

一
胡

麻

一

栗か
ん

び
ょ

う

一

干

瓢

き

ぬ
っ

む
ぎ

一

指

紬

一

玉

煙

草

一

が

ら

く

一

青

菊

一
塩
鳥

一
鉄
銅
も

の

右
の
外

に
て
も
附
け
送
り
兼
ね
侠
貫
目
の
荷
物
或
は
中
馬
に
て
値
段
引
合

わ
ざ

る
品
、
中

馬
に
差
し
障
ら
ざ
る
様
船
積
み
仕
り
度
く
候
以
上

松

本
丹
波
守
御
預
所

文
政
七
申
五
月
　
　
　
　
　
　

信
州
伊
那
郡
神
子
柴
村
　

年
寄
　

孫
　

市

木
下
村
　

″
　

弥
四
郎

御
奉
行
所
様

（
田
丸
屋
文
書
）

天

保

五

年

に

な

る
と

、

阿

州

塩

を
大

量

に

取

扱

い
始

め

た

こ

と

が
次

の
資

料

か

ら

わ

か

る

。

取

替
わ
し
申
す
議
定
一
札

の
事

一
天

竜
川
通
船
御
免
有
ら
せ
ら
れ
候
。
以

前
よ
り
貴
殿
と
は
別
懇
に
付
き
兼

ね
て
国

産
斉

田

塩
積
み
乗

せ
申
す
可

く
御
契
約
致

し
置

き
候
所

、
猶
又
今

般
御

相
談

の
上
取
極

め
候

は
、
右
塩
の
儀
拙
者
一
手
に
相
限
り
外
々
よ
り
壱
俵
た
り
と
も
一
切
引

請
け
積
み
入
れ

致
す
問
鋪
塩
値
段
国
許
御
役
所
御
掛
板
相
場
に
諸
掛
り
は
差
し
加
え
御
裏
印
附

合
に
て

元
値
段
を
以
て
積
み
送
り
申
す
可

く
候
。
然

る
上
は
塩
弐
斗
五
升
九
合
入
り
壱
俵
に
付

き
海
上
為
替
方
口
銭
と
し
て
銀
三
分
宛
と
相
定
め
申
し
候
。
万
一
難
破
船
な
ど
こ
れ
有

る
と
も
拙
者
方
に
て
取
賄

い
貴
殿
へ
少
し
も
御
損
毛
相
掛
け
申
す
間
鋪
候
。
尤
も
天

竜

川
上
下
荷
物

の
儀
村
上
久
仁
助
引
請
け

の
こ
と
に
こ
れ
有
り
候
え
ば
、
塩
送
状

の
儀
右

久
仁
助
拙
者
両
名
に
て
差
し
送

り
申
す
可
く
候
。
右
対
談
議
定
候
上

は
、
後
来
に
至
り

候
共
不
実
意

の
取
斗

い
等
決
し
て
致
す
間
敷
く
候
。
こ
れ
に
依
り
後
証

の
為
一
札
取
替

わ
し
申
す
処
件

の
如
し
。

天
保
五
午
年

五
月
　
　
　
　

阿
州
名
東
郡
下
助
往
村
山
往
屋
　

源
治
郎

村
上
久
仁
助
代
兼
中
西
屋
　

貞
兵
衛

神
子
柴
村孫

市
殿

（
田
丸
屋
文
書
）

当

時

塩

は
遠

州

お

よ

び

駿

州

方
面

よ

り

入

り
、

中

馬

が
運

ん

で

い

た

の

で

あ

る

が
、

孫
市

は
中

馬

の

運

ぶ

塩

と

は
別

の
阿

州

（
阿
波
国
）

の

塩

を

一

手
に

引

き

請

け
、

他

の

塩

を

一
俵

た

り

と

も
積

み
乗

せ

な

い

こ

と
に

し

て
議

定
証

文

を
取

り
替

わ

し

て

お

り
、

別

の

資

料

に

よ

る

と
千

俵
、

万

俵
単

位

の
大

量

の

塩

を
扱

っ

て

い

る

。次

は

、

高
遠

産
石

灰

の

通
船

運

送

の

た

め

の

約

定

で

あ

る

。

約

定
一
札

此
の
度
高
遠

産
物
の
石

灰
我

等
引

き
請
け
追
々
荷
出
し
を
致
し
下
伊

那
在
々
飯
田

御
城
下

迄
も
差
し
出
し
候
に
つ
き
運

賃
等
御
相
談
取

り
き
め
申
す
処
左
の
通
り

二

御
会
処
よ
り
弁
財
天

舟
場
ま
で
小
出
し
我

等
差
し
出

し
申
す
可

く
候
こ
と
、

二

弁
財
天

の
駅
渡
し
ま
で
運
賃
壱
駄
に
つ
き
壱
匁
懸
り
の
こ
と
、

一
、
沢
渡
問
屋
口
銭
並
び
に
小
揚
げ
小
出
し
共
壱
駄
に
つ
き
銀
五
分
懸
か
り
の
こ
と
、
但

釘9
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し
問
屋

に
て
払

い
置

き
送

り
先

よ
丿

仕
切

金
請
取
旦

戻
し

の
節
勘
定
相

立
て
申
す
可
き

一
、
沢
渡
よ

り
別
府
、
阿
嶋
、
嶋
田
下
、
川
地
四
か
処
へ
運
賃
壱
駄
に

つ
き
銀
三
匁
懸
か

り

の
こ
と
、

一
、
辰

の
口
、
末
坂
二
か
所
へ
右
同
断
銀
弐
匁
五
分
懸
か
り

の
こ
と
、

右
先

々
舟
場
よ
り
問
屋
へ
小
揚
げ
賃
我
等
に
て
差
し
出
し
申
す
可

き
こ
と
、

一
、
三
峰
川
舟
道
造
り
舟
方
に
て
修
造
致
し
荷
上
げ
差
し
構
え

こ
れ
な
く
候
こ

と

但

し
早

々
差

し
遂
げ
出
来

の
こ
と
、

一
、
天
竜
川
大

船
壱

嫂
此
の
度
借
用
申

し
候

に
つ
き
定

式
の
通

り
謝
礼

の
為
壱

か
年

金
三

（
分
）

歩
口

差

し
出
し
申
す
可
く
候
こ
と
、

右

の
通
り
御
約
談
申
し
候
上

は
双
方
少
し
も
違
乱
申
す
ま

じ
く
尤
も
御
会
所
荷
物

の
儀

は

追

々
仰
せ
立
て
ら
れ
候
次
第
も
こ
れ
あ
り
候
に
つ
き
別
段
御
下
知
こ
れ
有

る
可

く
候
条
よ

っ
て
く
だ
ん
の
ご
と
し
。

天

保
六
未
年
四

月
廿
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

和

泉
屋
　

平
　

八
⑩

加
藤

孫
市

殿

（
田
丸
屋
文
書
）

こ

の
資

料

に

よ

っ

て
、

高

遠

入

り

の
石

灰

を
天

保

年

間

運

賃

を
取

り

き

め

て
、

通

船

を
利

用

し

て
飯

田

城

下

へ
送

っ

て

い

た

こ

と

が

わ

か

る

。

尚
　

そ

の

後

の

経

営

天

竜

川

の
通

船

の
許
可

を

受

け

る

た

め

の
孫

市

の
努

力

は
並

大

抵

の
も

の
で

は

な

く

、

許
可

を

受

け

た

後

も

舟

の
建

造

は

も

ち

ろ

ん

、

通

船

に

支

障

の
な

い
よ

う

に

す

る

た

め

の

川

底

の
浚

せ

っ

や

、

障

害

物

の
除

去

等

に
莫

大

な

費
用

を
投

じ

、

通
船

を
開
始

し
た
こ
と
は
そ
の
資
力

と
気
概
に

は
驚

く
べ
き
も
の
が
あ
る
が
、

そ

の
天
竜
川
流
域

の
発
展
に
寄
与

し
た
功
績
は
実
に

偉
大

で
あ
る
。

し

か
し
、

そ
の
孫
市

の
功
績
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
天
保

七
年
（
一
八
三
（

）
か
ら

は
通
船
株
や
問
屋
株

を
譲

ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
次

の
資

料

で

わ

か

取
替

わ
し
議
定

の
事
（
抜
粋
）

…
…
拙
者
儀
は
前
件

の
通
り
通
船

願
人
の
儀

に
て

、
船

は
拙
者

名
前
に
候
得
共
、
貴
殿
元

取

り
御
引

受
け
の
儀

に
付

き
諸
式

御
取
極

め
共
万

事
永
年
御
任
せ
申
し
候
儀
故
、
仮
令
只

今

の
御
支
法
に

て
御
勝
手
宜
し

か
ら
ず
、
御
国
益
等
も
薄
く
御
為
方
に
相
成
ら
ざ

る
狗
は

如
何
様
共
其

の
時
に
任
せ
便
利
仕
法
相

立
て
御
改
革
御
願

い
成

さ
れ
候
共
拙
者
へ
御
示
談

及

び
申

さ
ず
、
然

る
と
こ

ろ
拙
者
御
願

い
中
諸
入
用
始
め
川
筋
普
請
、
其

の
余
取
り
行
き

向
き
自
力
行
届
き
兼
ね
候
に
付
き
、
江
戸
本
町
河
村
屋
弥
兵
衛
殿
方
に
て
取

替
え
呉
れ
ら

れ
候
。
惣
金
高
四
千
両
に
成
り
申
し
候
、
右

の
引
き
当
と
し
て
通
船
株

並
び
に
川
筋
問
屋

株
共
預
け
置
き
候
。
然
る
処
今
度
御
代
人
定
兵
衛
殿
が
弥
右
兵
衛
殿
と
御
熟

談
成
さ
れ
来

る
申
年
よ
り
来

る
巳
年
迄
拾
か
年
済
に
御
双
方
納
得

の
上
議
定
取
替
わ
し
相

済

み

働

っ

て
、
拙
者
よ
り
兼
ね
て
引
き
当
て
と
し
て
預
け
置
き
候
天

竜
川
通
船
株

並
び
に
川

筋
所
々

問

屋
株
共
御
引
受

け
御
所
持
な
さ
れ
候
上
は
、
通
船
株

並
び
に
川
筋
問

屋
株
共
永
年
御
勝

手
次
第

御
支
配

こ
れ
有

る
可

く
候
。

（
中
略
）

一
、
通
船
株

並
び
に
川
筋
所

々
問
屋
株
共
永
久
譲
り
渡
し
申
し
候
儀
に
付
き
、
来

る
申
年

よ
り
壱

か
年
金
五
拾
両
宛
来

る
巳
年
ま
で
拾

か
年

の
問
指
し
入
れ
ら
れ
候
筈
、
右
拾
か

年
相
満
ち
候
得
ば
翌
午
年
よ
り
五
拾
両
相
増
し
都
合
金
百
両
宛
、
通
船
御
行
な
い
の
中

永

々
指
し
入
れ
ら
れ
候
筈
、
並
び
に
下

り
船
壱
般
に
つ
き
銀
壱
匁
宛
御
答
社
と
し
て
下

さ
れ
候
事

（
中
略
）

右

の
通
り
双
方
得
心
の
上
熟
談
相
整
い
全
く
相
違

こ
れ
無
き
に
付

き
、
御
掛

り
御
役
前
様

御

奥
書
印
形
頂
戴
仕

り
相
極

め
候

上
は
後
年
に
至

り

聊

違
変
こ
れ
有
間
鋪
候
、
働

っ
て

後
証

と
し
て
議
定
取
替

わ
し
一
札
件

の
如
し

天

保
六
来
年

七
月
廿
一
日
　
　
　
　
　

信
州
伊
那
郡
神
子
柴
村

天

竜
川
通
船
願
人
　

孫
　

市
⑩

大
阪
信
濃
屋
三
四
郎
殿

御
代

人
　
定

兵
衛

殿

前
書
の
通
り
承
知
せ
し
め
候
　
以

上

お り



第３節 道 と 往 来

松
平
丹
波
守
御
預
所
　

郡
奉
行
　

柴
田

七
郎
兵
衛

⑩

（
田
丸

屋
文
言

孫
市

は
、

通

船

の
許

可

を
得

る

た

め

の
運

動

と
川

筋

普

請

の

た

め
多

頭

の
費

用

を
使

い
、

そ

の

後

の

運
営

に

も
費

用

が

か

さ

み
、

江

戸

本

町

の
河

村

屋

弥
兵

衛

か

ら

資

金

の
融

通

を
受

け

て

い
た

が
、

そ

の
借

用

高

が
四

〇

〇

〇

両

に

も
達

し

た

。

そ

こ

で
、

孫
市

は

そ

の
借

金

の
引

き
当

て

と

し

て

通
船

株

と
川

筋
問

屋

株

を
河

村

屋

弥

兵

衛

に

Ｉ
〇

年
季

で
預

け
、

松

本

役

所

に

対

し

通
船

の
経

営

が

立
行

き

難

い

点

か

ら

、

こ

の
始

末

の

道
付

け

を
願

い
出

た

の

で

あ

る

。

松

本

役

所

に

お

い
て

は

通

船

の
重

要

性

を

思

い
、

大

阪

の

信

濃

屋

三

四

郎

に

、

孫
市

に
代

わ

っ
て

通

船

を

運

営

す

る

よ

う
沙

汰

を

し

た

。

そ

こ

で

信

濃

屋

三
四

郎

の
代

人

定

兵

衛

が

、

通

船

お

よ

び

問

屋

株

の
権

利

を
預

か

っ
て

い
る

弥

兵

衛

と

熟

談

し

、

信

濃

屋

が

孫

市

の
借

金

を

立

て

替

え

て

払

う

こ

と

に

し

、

通

船

株

と

川

筋

問

屋

株

は

信

濃

屋

三

四

郎

に

譲

り

渡

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ
た

の
で

あ

る

。

し

か

し

、

孫

市

は

譲

り

渡

し

の
条

件

と

し

て

、

初

め

の

Ｉ
〇

年

開

け

年

五

〇

両

、

以

後

は
年

一

〇

〇

両

ず

っ

を

受

け

取

る

こ

と

に

な

り

、

さ

ら

に

創

始

者

と

し

て

の
功

に

対

す

る

礼

と

し

て
下

り

舟

一

般

に

つ
き

銀

五

匁

を

受

け

と

る

こ

と

に

な

っ

た

の
で

あ

る

。

こ

の
よ

う

に

し

て

、

通

船

運

営

の
権

利

は
孫

市

の
手

か
ら

離

れ

た
が

、

全

く

孫

市

が

通

船

と

無

関

係

と

な

っ

た

の
で

は
な

く

、

船

元

と

し

て

そ

の
後

の
通

船

の
文

書

に

は
常

に

孫

市

（
本
人

お
よ

び
そ

の
後
継
者
で
襲
名
し
た
孫
市
）

の
名

が

出

て

お

り
、

重
要

な
働

き

を
し

て

い

る

。

こ

の

後
、

ど

う
し

て
通

船

が
休

船

に

な

っ

た

か
事

情

は

わ

か
ら

な

い
が

、

嘉

永

六
年

（
一

八
五
三

ご

ろ
に

は
休

船

に

な

っ

て

お

り
、

新

た
に

伝

之

丞

、

市

作

の
二

人

が

運

営

す

る

こ

と
に

な

っ

た

。

差

し
出

し
申

す
一
札

の
事

天

竜
川

通
船

の
儀
に
付

き
貴
殿
年
来
丹
誠
成

さ
れ
候
て
御
公
儀
様
御
許
容
に
相
成
り
候
処

唯
今
に
て
は
休
船
に
相
成
り
候
故
私

共
へ
舟
相
立
て
候

よ
う
御
頼
み
に

つ
き
、
如
何

と
も

通
船
通
る
程
の
取

り
計
い
仕
る
べ
く
侯
。

然

る
上
は
御
公
儀
様
御
免
の
御
印
迄
御
渡
し
下

さ
れ
、
御
約

束
仕

り
精

々
相

励

み

申

し

候
。
船
相
立
て
候
以
後
私
共
不

実
の
儀
仕
り
候
得
ば
何
様
と
も
な
さ
る
可

く
候

。
後
目
の

た
め
差
出
し
申
す

Ｉ
札
価
っ
て
件
の
如

し

嘉
永
六
葵
丑
年
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
沢
大

久
保
村
　
伝
之
丞
松

同

所

伊

那

村
　

市
　

作
図

船
　
元孫

　

市
　

殿

孫

市

は
喜

永

七

年
（
一
八
五
四
）
七

月

、

七

八

晟

で

病

没

し

て

い
る

が
先

駆

者

と

し

て

の
功

績

は
大

き

く

、

名

は

長

く

後

世

に

伝

え

ら

る

べ

き

で

あ

ろ

う

。

孫

市

の
死

後

も

そ

の
後

継

者

が

船

元

と

し

て
活

動

し

て

い
る

。

高

遠

頷

の
江

戸

回

米

を
送

る

た

め
通

船

元

方

の
孫

市

と

高

遠

領

通

船

世

話

方

と

の
開

に

次

の

一
札

が

取

り
替

わ

さ

れ

て

い

る

。

取

り
替

わ
す
規
定
一
札

の
事

此
の
度
御

殿
様

よ
り
天
竜
川
筋
江
戸
御
屋
敷
御
扶
持
方
御
廻
米
遊
ば
さ

れ
侠
思
召
し
に
て

通
船

御
願

い
立
て
に

相
成

り
候

と
こ

ろ
右
川
筋
通
船

の
儀

は
先
年
孫
市
殿
外
壱
人
よ
り
願

い
立
て

な
ら
れ
御
免
に
相
成

り
当
時
忠
左
衛
門
殿
差
配
中
に
御
座
候
と
こ
ろ
右
一
口

に

つ

い
て
は
莫
大

の
物
入

り
こ
れ
あ
る
段
仰
せ
聞

か
さ
れ
依

っ
て

は
此

の
度
御
願

い
立
て
に

つ

い
て
も
故

障
こ
れ
な
き
よ
う
致

し
た
く
御
打

ち
合

わ
せ
申
し
猶

立
入

り
人
を
も

っ
て
御
談

判

に
及
び
候
と
こ
ろ
双

方
申

し
分

な
く
示
談
内
熟
相
整

い
候
趣
意
左
に

一
、
天

竜
川
船

積
荷
物
上
下

一
般
に
つ
き
こ
れ
ま
で
川
普

請
諸
入
用

の
趣
意

と
し
て
遠
近

に
か
か
わ
ら
ず
右

一
敗
に
つ
き
其

の
度

々
銀

五
匁
出
銀
致
す

べ
く
、
尤
も
以
来
と
も
通

船
相
立
て
候
限
り
は
右
同

様
に
な
す
べ
く
候

こ
と
、
但
し
舟
壱
嫂
荷
物
廿
駄
積
み

の
図

り
壱
駄
弐
分

五
厘

宛
前
書
の
通
り
取

り
き
め
連
印
規
定

一
札
取

り
替

わ
し
候
上

は
後
年

共
毛
頭

違
乱
御
座
な
く
候
後
証
の
た
め
よ
っ
て
件

の
如

し
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第 ３章 村 の 近 世

安
政
五
戊
午
年

九
月通

船
元

方神
子
柴
村

通
船
世

話
方

伊

那

村

同
断
椙
島

村

立
入

人
木
下
村

同
断
長
岡
村

孫
市
殿

一
　
　

造

物

伝

兵

衛

⑩

弥
　
　

平

俗

織
右

衛
門

⑩

当
引
請
人
　
忠
左
衛
門
殿

（
田
丸
屋
文
書
）

右

の
規
定
一
札

か
ら
、
通
船
元
方

の
孫
市

と
示

談
し

話
し
合

い
が
ま
と
ま
っ
て
、

船
壱
般
二
〇
駄
積
み
で
一
駄
二
分
五
厘
で
送

ら
れ
た
こ
と
が

う
か
が
え
、
高
遠
藩

江
戸
回
米
も
孫
市

の
舟
が
運

ん
だ
こ
と
が

わ
か
る
。

匈
　

橋
と
渡
し
舟

天

竜
の
大
河
川

が
上
伊

那
郡
の
中
央
部
を
流

れ
て

い
る
の
で
、
竜
東
と
竜
西

の

交
流
、
物
資
の
流
通
は
洪
水
期
は
も
ち
ろ
ん
、
平

時
に
お

い
て
も
容
易
な
こ
と
で

は
な
か

っ
た
。

天

竜
も
場

所
に
よ
っ
て
川
幅

の
広
い
狭

い
が
あ
り
、
瀬

の
深

浅
も
あ
り
、
流
れ

の
緩

急
も
あ
っ
た
の
で
、
今
日

で
は
想

像
も
で
き
な
い
難
儀

な
こ
と
で
あ
っ
た
。

し

か
し
、
川

の
氾

濫
で
流

れ
が
気

ま
ま
に
変

わ
っ
た
の
で
、
所
に

よ
っ
て
は
川

幅

が
広
く
浅
瀬
に
な
り
、

が
ち
わ
た
り
し

た
り
、
流

れ
の
急
な
狭

い
所
に

は
丸
太

を

か
け

て
渡

っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

１
　

橋
に
つ
い
て

天

竜
川
に
橋
が
か
け
ら
れ
た
時
代
や
揚
所
は
『
上
伊
那
郡
史
』
に
よ

る
と
、
中

世
の
こ
ろ
は
橋
は
ほ
と
ん
ど
な
く
高
遠
領
を
つ
な
ぐ
「
イ
ナ
ベ
前
の
橋
」
と

い
わ

れ
た
土
橋
が
伊

那
部
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
の
殿
島
よ
り
下

に
は
永
久

的
な
も
の
は
な
か
っ
た
よ
う
で
両

岸
の
交
通
は
ほ
と
ん
ど
渡
舟
を
用

い
て

い
た
。

正
保
年
中

（

二
（
四
四
～
四
八
）
に
描
か
れ
た
脇
坂
領
絵
図

に
あ
る
橋
は
、
宮
木

か

ら

平

出

へ

の

橋

・

木

下

か

ら

三

日

町

へ

の

橋

・

西

伊

那

部

か

ら

東

伊

那

部

へ

の

橋

で

あ

る

。

南

箕

輪

村

内

の

橋

に

つ

い

て

は

、

田

畑

の

勘

太

夫

が

願

人

と

な

り

、

弥

惣

右

衛

門

が

証

人

と

な

っ

て

、

享

保

コ

（

年

二

￥
D
I
I

）
1
　
1

月

御

普

請

奉

行

に

流

失

し

た

橋

の

橋

掛

け

を

願

い

上

げ

奉

っ

た

口

上

書

（

玉

理

軒

文

書

）

が

あ

る

。

・

田

畑

村

分

天

竜

川

落

ち

合

い

に

歩

行

橋

従

前

に

御

入

用

下

し

置

か

れ

掛

け

候

義

は
　

云

々

・

当

五

月

大

満

水

に

て

橋

道

具

行

桁

共

に

残

ら

ず

流

失

仕

Ｍ
リ

・
…

…

右

歩

行

橋

御

座

な

く

候

て

は

、

当

村

の

義

は

申

し

上

げ

る

に

及

ば

ず

近

村

其

の

外

山

方

村

迄

御

用

足

り

申

さ

ず

…

…

・

御

慈

悲

を

以

っ

て

行

桁

の

義

は

前

々

通

り

御

買

い

上

げ

に

遊

ば

さ

れ

下

し

置

か

れ

、

橋

掛

け

の

人

足

は

百

姓

役

に

仰

せ

付

け

な

さ

れ

下

し

置

か

れ

る

よ

う

に

願

い

奉

り

候

…

…

こ

の

よ

う

に

、

享

保

の

年

代

に

は

田

畑

の

落

ち

合

い

に

歩

行

橋

が

か

か

っ

て

い

た

こ

と

が

わ

か

る

が

、

た

び

た

び

大

洪

水

で

流

失

し

て

い

た

と

思

わ

れ

る

。

こ

の

橋

の

重

要

さ

は

右

の

口

上

書

を

み

る

と

、

・

御

支

配

所

村

々

川

向

う

に

御

座

候

へ

ば

御

公

用

に

て

御

通

り

遊

ば

さ

れ

候

節

…

…

・

御

廻

状

申

し

次

ぎ

の

節

歩

行

橋

直

路

は

道

法

七

、

八

町

御

座

候

、

三

日

町

大

橋

に

廻

り

候

え

ば

三

里

拾

弐

町

、

伊

奈

部

大

橋

へ

廻

り

行

き

て

も

三

里

弐

拾

弐

町

御

座

候

故

急

の

御

用

割

付

け

は

間

遅

く

っ

か

ま

つ

る

可

く

：

：

…

川

原

御

田

地

へ

用

水

楊

げ

候

節

又

川

除

御

普

請

つ

か

ま

つ

り

候

節

は

川

向

こ

う

よ

り

石

取

り

候

へ

ば

…

…

・

高

遠

城

下

町

に

て

諸

色

売

買

つ

か

ま

つ

り

候

歩

行

橋

走

路

は

拾

八

町

御

座

候

に

就

き

た

ば

こ

新

穀

の

品

々

持

ち

運

び

…

…

・

下

の

大

橋

廻

り

候

え

ば

行

路

四

里

半

御

座

候

に

付

き

足

弱

の

百

姓

は

其

の

日

往

還

ま

か

り

な

ら

ず

難

儀

つ

か

ま

つ

り

侠

…

…

（

玉

理

軒

文

書

）

こ

の

よ

う

に

、

住

民

に

と

っ

て

は

種

々

の

面

で

こ

の

歩

行

橋

も

必

要

か

く

べ

か
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第3 節 道 と 往 来

ら

ざ
る
も

の
で

あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。

そ
の
他

の
揚
所
に
も
簡
単

な
橋

は
あ
っ
た
よ
う
だ
が
資
料

が
な
く
詳
細

は
わ
か

ら
な

い
。

２
　

渡
し
舟
に
つ
い
て

「
脇
坂
絵
図

」
に
あ
る
渡
舟
の
場

所
は
上
伊

那
で
は
葛

島
（
中
川
村
葛
島
渡
場
）

だ
け
で
あ
る
が
、
常
置
的

な
も
の
と
臨
時
的

な
も
の
と
差
別

は
あ
っ
た
が
、
天
竜

川
に

は
所

々
に
渡
舟

は
あ
っ
た
と
想
像

さ
れ
る
。

南
箕
輪
村
に

お
い
て
は
絵
図

で
も
わ
か
る
よ
う
に
北
殿
地

籍
か
ら
福
島
地

籍
へ

常
置

的
な
渡

舟
が
あ

っ
た
。

江
戸
時
代
前
半

の
渡
河

に
関

す
る
記
録

を
み
る
と
、

寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
の

旅
人
紀
行
文
に

「
坂
下
に

て
船
渡

し
あ
り
。
向

こ
う
へ
越

し
て
高
遠

へ
行

く
也
」

と
書
か
れ
て

い
る
。

東
春
近

の
殿
島
に
も
渡
場

の
地
名

が
残

っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
も
渡

舟
場

が
あ

っ
た
こ
と
が
記
録
に
残

っ
て
い
る
。

ノ

斗

｛
紬

Ｊ

夕

Ｉ
ム

ノ
示
ノ

ト
フ（

卜
九
丿

図3-63　 北 殿にあ った渡し舟
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第３章 村 の 近 世

第
四
節
　
学
芸
と
教
育

一
　

俳
　

文
　

学

俳
詣

は
元
来
長
短

の
旬

を
続
け

る
の
が
原
則
で

あ
っ
た
が
時
代

が
下

る
に

つ
れ

て
連
句

の
第
一
旬
目
で

あ
る
発
句

だ
け

を
鑑
賞
す

る
こ
と
が
盛

ん
に
な
り
、
江
戸

中
期
以
後
で
は
む
し

ろ
発
句

の
ほ
う
に
比
重
が
傾

い
た
と

い
っ
て
よ

い
。
一
句
に

曲
節
か
お
り
、
一
句
と
し
て

の
独
立
性
が
確

か
な
半
面
余
情

の
あ
る
こ
と
が
望
ま

れ
た
。
ま
た
当
座
の
季
語
を
詠
む
こ
と
が
原
則
と
な
り
表
現
と
し
て
は
切
字
（
や
、

哉
な
ど
）
に
よ

っ
て
旬
に
緊
張
、
余
情
、
主
題
の
強
調
等
を

つ
け
る
こ
と
が

重

ん

じ
ら
れ
た
。

明
治
時
代

に
な
っ
て
正
岡
子
規
が
連
句
非
文
芸
論
を
唱
え
て
以

来
連
句
は
微
々

た
る
も
の
と
な
り
、
ほ
と
ん
ど
発

句
だ
け
が
作
ら
れ
鑑
賞
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

現
代

で
は
こ
れ
を
俳
句
と
呼

ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
俳
諧
は
日
本
独

自
な
形

式

を
も
っ
た
文
芸
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

Ｈ
　

談
林
風

時
代
の
俳
文

学

本
村
に
俳
諧

を
嗜

む
者

が
出

だ
の
は
江
戸
も
中
期
、
正
徳

・
享

保
二

七
一
一
～

三
六
）
の
時
代
で
あ

る
。
こ

の
こ

ろ
の
当
地

の
人

た
ち

は
談
林
派
や
美
濃
派

の
俳

諧
者
に
指
導

を
受

け
て
い
る
。
そ
の
こ
ろ
俳
諧

を
興
行

し
た
仲
間
に
田
畑

の
松
吟

の
名
が
見
え
る

。
松
吟
は
当
時
木
下

に
在
住
し

た
野
口
在
色
門
中
と
し
ば
し
ば
俳

諧
興
行

に
同

席
し
て

い
る

。

享
保
一
〇

年
（
一
七
二
五
）
、
八
幡
宮
奉
納
歌
仙
に
。

（
前
賂
）

菅
薦
か
ぶ
る
木
曽
の
夕
暮
　
　
　
　
　
砕
咄

つ
れ
出
し
た
時
の
思
案
に
余
る
雪
　
　
松
吟

臆
病
神
の
覚
や
ら
ぬ
中
　
　
　
　
　
　
在
桂

（
後
略
）

松
吟

は
ｍ

畑

の
人
で
野
口
在

色
の
門
下

で
あ
る
。

野

口
在

色

二

六
四
三
～
一
七
一
九
）
は
寛
永
二
〇
年
、

遠
州
（
静
岡
県
磐
田
郡
長

野
村
、
現
磐
田
市
）
に
生

ま
れ
、
名

は
利
直
、

ま
た
甚
八
郎

と

称

し

た
。
寛
文
元

年
（
一
六
六
一
）
家
業

の
こ
と
で
江
戸
に
出

て
俳
諧
作
者
と
交

わ

り
、

西
山
宗
因

二

六
〇
五
～
八
二
）
に
師
事
し

た
。
宗
因

は
貞
門

の
俳
諧
に
あ
き
た
ら
ず
俳
諧
本

来

の
自
由

か
っ
達
で
斬
新
な
境
地

を
求

め
る
同

志
と
と
も
に
「
談
林
俳
諧
」
の
一

派

を
開

き
新
風

を
巻

き
起
こ
し

た
人
で

あ
る
。
そ

の
旗
あ

げ

は
延
宝
三
年
（
一
六

七
五
）
「
談
林
十
百
韻
」

を
発
刊
し

た
と

き
で

あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ

の

仲

間

の

中
に
野
口
在
色

は
い
た
。
そ

の
最
初

の
と
こ

ろ
を
次
に
掲
げ
る
。

さ
れ
ば
爰
に
談
林
の
木
あ
り
梅
の
花

世
俗
眠
を
さ
ま
す
う
ぐ
ひ
す

朝

霞
た
ば
こ
の
煙
よ
こ
お
れ
て

（
中

略
）

香
偕
散
召

上
ら
れ
て
御
覧

ぜ
よ

な
ふ
く

旅
人
三
伏

の
夏

（
以
下
略
）

西
山
氏
梅

翁

雪
柴

在
色

執
筆

在
色

梅
翁

は
西
山
宗
因

で
あ
る
。
『
談
林
十
百

韻
』

の
刊
行
以

来
談
林
風
の
俳
諧

は

世
間

を
風
扉
し

て
い
く
の
で

あ
る
。

談
林
風
開
拓

の

言
貝
で

あ
る
在
色

は
三
七
歳

の
と
き
木
下

陣
屋
に
勤
め
て

い
た

妻

の
父
良
老

の
懇
請
に
よ

っ
て
木
下

に
住
む
こ
と
と
な
り
、
そ
こ
で
俳
諧
の
宗
匠

と
し

て
多

く
の
門
弟

を
指
導
し

た
。
著
書
に
『
悲
母
追
悼
』
『
や

ぶ
れ
床
』
『
暁
眠

記
』
『
俳
諧
解
脱
抄
』

等
が
あ
る
。
六
四
歳

の
と
き
長
松
堂
箕
形

と
改

め

た
。
正

徳
四
年
（
一
七
一
四
）
に
遠
州
草
綺
に

お
い
て
没
し

た
が
墓
は
草
綺
良
照

庵

と

木

下

養
泰
寺
の
両

所
に
あ
る
。

当
地
方
の
俳
諧
は
在
色
の
影
響
に
よ
っ
て
ま
す
談
林
風

に
よ
っ
て
開

か
れ
た
の
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第４節　学芸と教育

で

あ

る
Ｉ

松

吟

の
一

座

し

た

一

部

を

左

に

掲

げ

る

。

こ

れ

は

享

保

一

七

年

（
一
七

三
二
）
歳

且

の
俳

諧

で

あ

る

。

（
前
略
）

目
隠
す
雲

謨
言
の
は
れ
所
　
　
　
　
　

号
幽

松
茸
寵
に
工
夫
泄
る
宵
　
　
　
　
　
　

松
吟

秋
風
を
と
め
て
他
名

の
部
屋
住
居
　
　

一
友

（
後
略
）

松

吟

の
ほ

か
在

色

門

に

は

北

殿

の
緑

色

が

あ

っ
た

。

羽

広

山

奉

納

俳

句

に

竜
灯
や
梢

の
花
の
火
と
も
し
時
　
　
　
　

緑
色

在

色

五

十

回

忌

追

善

供

養

の
際

こ

の
緑

色

の

子

巴

緑

が

捧

げ

た

「

志

」

に

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。

予
が
亡
父
緑
色
は
在
色
翁

の
門
弟
た
り
し
も
不
幸
に
し
て
先
立
ち
師
も
今
年
五
十
回
忌

と

聞
く
、
亡
父
に
代
り
て
一
句
を
捧
ぐ

先
に
消
え
し
露

の
流
れ
や
手
向
水
　
　

北
屋
　

巴
緑

と

あ

る

。
緑

色

は

じ

め
在

色

に

従

っ
た

者

が

他

に

も

あ

っ
た

に

違

い
な

い
が

松

吟

・
緑

色

以

外

今

の
と

こ

ろ

遺

憾

な

が

ら

資

料

が

見

出

せ

な

い
。

当

地

方

の
俳

諧

宗
匠

と

し

て

在

色

お
よ

び
次

に

述

べ
る

三

狂

庵

の
影

響

は
中

村

伯

先

が
田

畑

に

居

住

し

て

蕉

風

を

伝

え

る

ま

で

続

い

た

。

岡
　

美

濃
派

風

時

代

の

俳

文

学

芭
蕉
翁

花

の
陰

う
た
ひ
に
似

た
る
旅
寝
哉

尾
州
隠
士

也
有

七
十
三
歳
こ

れ
を
書

く

碑
陰
　

元
禄

七
甲
戌
十
月
十
二
日

当
国

三
狂
庵
門

人
　
箕
輪
連
中

こ

の
句

碑

が

北

殿

明

和

坂

の
下

に

あ

る

。
以

前

は
塩

ノ

井

「

お
き

な

」

の
前

の

図3-64　 旅　 寝　 塚

高
台
に

「
お
き
な
の
松
」
か
お
り
、
そ

の
下

に
あ

っ
た
も

の
を
塩
ノ
井

線

の
開
通

に
際

し
現
位
地
に
移

さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。

箕
輪
連
中

と
は
誰

た
ち
で
あ
ろ
う
か
。

三
狂
庵
桐
羽

の
謳

ん
だ
『
歳
且
帖
』
に

は
箕
輪
連
中
と
し
て
、
巴
旭
・
路
平

・

和
有

・
普
乙
・
丈
羽

・
凡
巨

・
杉
壷

・
杜
竹

・
木
太

・
泉
壷
・
茶
友
・
丈
筒
・
柳

茂

・
寿
菊

の
名

を
連

ね
て
い
る
と

い
う
。
（
『
上
伊
那
誌
歴
史
篇
』）
し
か

し

こ

の
書

物

は
現
在
見

つ
け

る
こ

と
が
で

き
な
い
。
し

た
が
っ
て
旅
寝
塚
建
碑
に
携

っ
た
人

が
右

の
連
中

全
員

で
あ
る
か
ど
う
か
は
は
っ
き
り
し

な
い
。

ま
た
、
箕
輪
町
小
松
松
韻

の

「
俳
界
見
聞
」
示

松
章
一
蔵
）
中
「
塩

ノ
井
芭
蕉

塚

ニ
ツ
キ
テ
」

の
考
証
に

よ
る
と
、
明
和
前

後
よ
り
天
明
に
及

ぶ
桐
羽
門
人
中

の

箕
輪
連

を
句
集
中

か
ら
あ
げ
る
と
左
の
連
中

で
あ
る
と
。

大

泉
１
和
律

・
柳
茂

・
百
栃

・
路
平

・
普
乙
、
殿
村
１
巴
録

・
萩
巴

・
巴
旭

・

松

圃
、
田
畑
Ｉ
杜
竹
、

神
子
柴
１
杉
壷
、
木
下
Ｉ
鴎
川

。
そ
し
て
こ
の
文

書
の
終

り
の
書
入

れ
に
「
花
蔭

塚
「

南
殿
酒
屋

ノ
祖
清

水
和
人

ナ
ド
中

心
ナ
リ
シ
ト
」

と

あ
る
。

さ
て
ま
た
、
清
水
和

人
の
建

碑
に
関

す
る
記

録
も
未

だ
見
当

た
ら
な
い
。
し
た
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が

っ
て
こ

の
塚
建
碑

の
箕
輪
連

は
今

の
と

こ
ろ
彿

証
す
る
も

の
が
な
い
が
右

に
あ

げ

た
人

々
が
主
と
し

て
携

っ
て
い
た
で

あ
る
う
と
推
察

さ
れ
る
。

旅
寝
塚
は
横
井
也
有
七
三
歳

の
と
き

の
書
で
あ

る
。
横
井
也
有

は
元
禄
一
五
年

二

七
〇
二
）
に
生
ま
れ
て

い
る
か
ら
也
有
七
三
歳
の
年
は
安
永
三
年

二

七
七
四
）

に
当
た
る
。
碑
陰
の
元

禄
七
年
一
〇
月

コ

ー日
は
芭
蕉
が
没
し
た
日
で
あ
る

。
安

永
三
年
の
命
日
に
当
た
る
日
に
三
狂
庵
桐
羽
の
門
弟
の
箕
輪
連
中
が
芭
蕉
の
追
善

供

養
の
た
め
に
こ
の
句
碑
を
建

て
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
碑
か
ら
も
当
地

の
俳

人
は
桐
羽

の
指
導

を
受

け
た
こ
と
が
わ
か
る
。

桐
羽

。
名

は
住
武
、
儀
兵
衛

と
称

し
た
。
飯
田
藩

の
士
分

で
、

各
務
支

考
派

の

有
力
者
尾
張
藩
士
横
井

也
有
に
従

っ
て
俳
諧

を
嗜
み
宗
匠

と
し
て
当
地
に
多

く
の

門
人

を
持

っ
て
い
た
。

横
井

也
有
（
一
七
〇
一
了

八
三

は
尾
張

藩
士

コ

ー○
○
石

の

大

身

で
、
御

用

人
・
大
番
頭
・
寺
社
奉
行
な

ど
歴
任
し
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
五
三

歳

の

と

き
退
任
し
（
一
説
四
九
歳
）
、

前
津

の
里
に
隠

れ
住
ん

だ
美
濃
派

の
俳
人
で
そ

の
著

『
鴇
　

衣
』

は
名
著
と
し

て
評
価

さ
れ
て
い
る
。

美
濃
派
と
い
わ
れ
る
の
は
蕉
門

十
哲
の

一
人
各
務
支
考
二

六
六
五
～
一
七
三
一
）

が
主
張

し
た
一
派

で
、

芭
蕉

の
流
れ
を
汲

む
と
は

い
っ
て
も
蕉
門

の
う
ち
で
は
異

色
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
派

の
作
風

は
、
滑

稽
諧

謔
趣

味
と
平
俗

な
表
現

を
旨
と

し
た
。

本
村
に
は
も
と
よ
り
野
口
在
色
に
よ
る
談
林
風
の
下
地
の
あ
る
と
こ
ろ
へ
そ
れ

と
一
脈
通
ず
る
美
濃
派
の
宗
匠
に
よ
っ
て
芭
蕉
を
重
ん
ず
る
と
は
い
え
平
俗
な
作

風
を
指
導
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

小
松
松
韻
の
見
出
し
た
「
題
名
不
詳
の
古
書
」
よ
り
本
村
関
係
の
俳
人
と
句
を

挙
げ
る
。
三
狂
庵
門
下
の
句
風
の
察
し
が
つ
く
。

木
啄
や
枯
木
に
何

の
実
を
捜
す

や
ぐ
ら
に
も
炭
に
も
な
ら
ん
椙

火
哉

大
泉
　

柳
茂

″

和
律

丸

鋸

か
け
る
朝
日
や
霜
柱
　
　
　
　
　
　
　
　

″

百
阿

御
手
洗
や
木
の
葉
の
蓋
や
神
の
留
守
　
　
　
　
　

″

路
平

龍
に
障
を
貰
ふ
日
向
や
小
六
月
　
　
　
　
　
　
　

″

普
乙

尻
に
根
が
出
て
に
げ
か
ね
る
俎
註
哉
　
　
　
　
　

″

寿
菊

杖
い
ら
ぬ
腰
も
梓
や
竹
の
雪
　
　
　
　
　
　
　
北
殿
　
巴
旭

十
五
か
ら
六
十
迄
や
大
根
曳
き
　
　
　
　
　
　
　

″

松
圃

里
に
笠
預
け
て
山
の
時
雨
哉
　
　
　
　
　
　
　

田
畑
　
杜
竹

釣
鐘
は
乳
ま
で
ぬ
れ
た
る
時
雨
哉
　
　
　
　
神
子
柴
　
杉
壷

ち
な
み
に
松
韻

は
木
下

の
人

。
明
治

二
三
年

生
れ
。

中
年
新
傾
向
俳
句
仲
間
に
は

い
っ
た
。
矯
風
社
幹
事
を
な
し

た
人
で
あ

る
。

後
年
は
ま

た
定
型
句
を
作
る

。

こ

れ
ら
は
桐
羽

の
門
人
と
み

る
こ
と
が
で
き

る
。
そ

の
他
柳
茂
や
杜
竹
ら
と
俳

諧
興
行
に
同
席
し

た
人
や
、
諸
文
書
（
田
畑
玉
理
軒
、
同
も
ん
や
、
か
ま
や
等
所
蔵
）

か
ら
拾

い
出
し
て
み
る
と
同

時
代

の
人
に
左

の
名
が
見
え
る
。

丈
羽
・
普
也
・
如
雪
・
和
有
・
如
水
・
宇
柏
・
其
篤

「
旅
寝
塚
」
の
三
狂
庵
門

中
の
箕
輪
連
中
に
は
こ
れ
ら
の
人
々
も
加

わ

っ
た
だ

ろ
う
か
。

図3-65　 柳茂辞世句碑

∂26
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こ

の

う

ち

柳

茂

の

墓
石

に

は

辞

世

の

句

が

刻

ま

れ

て

い
る

。

辞
世
　
萩

の
根
や
寄

る
と
ち
る
身

の
置
所

ま

た

、
同

氏

が
宇

柏

追
悼

句

に

次

の
よ

う

に

あ

る

。

「
松

沢
宇

柏
主
人
は
若

か
り
し
よ
り
我

と
し

た
し
み
深
く
裳
を
一

つ
に

し
、
一
飯

を
分

け

合

い
て
睦

ぴ
た
り
…
…
」

今
日

は
来
て

一
葉

の
蓮

を
手
向
哉
　
　
　

几
静
庵
　

柳
茂

（
門
屋
文
書
）

目
　

蕉

風

時

代

の

俳

文

学

兎
も
角
も

な
ら
で
や
雪

の
枯
尾
花

芭
蕉
翁

こ

の
句
碑
が
田
畑
に
あ

っ
て
彿
陰
に
は
次

の
よ
う
に
あ
る
。

文
化
皿
卯
月
　
　

発
起
　

里
朝
・
匈
叟
・
花
六
・
三
暁
社
中

こ
の
四
人
と
社
中
の
人
々
は
い
ず
れ
も
中
村
伯
先
門
で
あ
る
。

伯
先
は
伊
那
市
山
寺
に
儒
医
を
開
業
し
て
お
り
傍
ら
儒
学
や
俳
諧
や
詩
、
囲
碁

等
も
教
え
、
そ
の
塾
を
玖
水
園
と
称
し
た
。
伯
先
は
駒
ヶ
根
市
に
も
住
し
た
こ
と

が
あ
犬

そ
こ
を
駒
嶽
楼
と
称
し
て
い
た
。
駒
ヶ
根
か
ら
山
寺
に
移
る
中
間
、
三

二
歳
か
ら
三
六
歳
ま
で
田
畑
に
住
ん
で
、
こ
の
地
に
多
く
の
門
人
を
育
て
た
。
尾

図3-66　 尾　 花　 塚

花
塚
建
碑
社
中

は
そ

の
門
人
達
で

あ
る
。

伯
先

の
俳
諧
は
野
口
在
色
々
三
狂
庵
と
は
異
な

っ
た
蕉
風
を
正
統
に
継
ぐ
も
の

で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
こ

の
指
導
を
受
け
た
田
畑

の
連
中
は
伯
先

の
導
き
に
よ

っ
て
蕉
風
を
学
ん

だ
の
で
あ
る

。

伯
先
は
芭
蕉
を
し

の
ん
で
門
人
等
に
芭
蕉

の
句
碑
を
建
て
る
こ
と
を
勧
め
、
そ

の
数
一
〇
基
に
及
ん
だ
と

い
わ
れ
る
。
ま
た
、
春
夏

秋
冬
に
因

ん
だ
句
碑
を
建
て

る
こ
と
を
勧
め
、
木
曽
藪
原
連
に
は
、
雲
雀
塚
、
（
春
）
木
下

連
に
は
蟹

清
水
塚
、

（
夏
）
地
元

山
寺
に
は
秋
風

塚
（
愁

、
田
畑

に
は
尾

花
塚
（
冬
）
を
建
て
る

こ

と

に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
尾

花
塚
建
立
の
あ
と
興
行

し
た
俳
諧
を
次
に
。

兎
も
角
も
な
ら
で
や
雪
の
枯
尾
花
　
　
は
せ
を
翁

脇
起

雁
め
つ
ら
し
き
ふ
る
さ
と
の
冬
　
　
　
里
朝

船
親
の
軒
端
に
う
つ
る
家
か
里
て
　
　
匈
叟

そ
の
曰
く

の
酒
っ
く
り
な
り
　
　
　
三
暁

（
後
略
）

（
香
組
草
）

さ
て
伯
先

の
主
張

し
た
蕉
風

（
正
風
）
と
は
い
か
な
る
も
の
で

あ
っ
た
か
。

貞
門

の
古
風

を
打

破
し
て
、

談
林
の
新
風

は
俳
諧

の
世
界
に
活

を
入

れ
、
天
下

の
眠

り
を
覚

ま
し
た
こ
と
は
事
実

で
あ
る
が
、
大
局

か
ら
見

れ
ば
貞
門
も
談
林
も

俳
諧

を
文
学
と
し

て
正
し

く
認
識
し
得
な

か
っ
た
こ
と

は
同
様
で

あ
る
。
し

か
も

談
林

の
末
流
に
至

っ
て
の
放
縦

さ
は
、
世

の
嫌
悪

を
招

き
、
革
新

を
望
む
機
運

が

も

た
ら
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
こ

の
機
運
に
乗

じ
て
貞
門
・
談
林

の
系
統

の
人

々
に

も
革
新

を
目

ざ
す
人

々
が
現

れ
た
。
そ

の
中
で
も
真

の
革
新
を
な
し
遂
げ
た
人
は

松
尾
芭
蕉
（

二
（

四
四
～
九
四
）
で
あ
る
。
芭
蕉
は
俳
諧
を
真

の
文
学
に
高
め
る
た

め
に
幽
玄
閑
寂
を
も

っ
て
そ

の
基
調
と
な
し
、

い
わ
ゆ
る
蕉
風

な
る
新
俳
風

を
打

ち
建
て

た
の
で
あ
る
。
談
林
風
に
嫌
悪

を
感
じ
て

い
た
多
数

の
俳
人
が
そ

の
風

を

認7
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慕

っ
た
の
で
あ
る
。

芭
蕉

も
始

め
は
談
林
風

の
俳
諧

を
作
り
西
山
宗
因

ら
と
も
同
座
し

た
こ
と
も

あ

っ
た
が
、
や

が
て
貞
享
年
間
（
一
六
八
四
～
八
八
）
新
風

へ
の
転
換
期
作
品

を
発
表

す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
談
林
風

と
一
線

を
画

す
る
作
品
と
見

な
さ
れ
る
の
が
「
枯

枝

に
烏

の
と
ま
り
た
る
や
秋

の
暮
」

の
一
句

と
い
わ
れ
る
。

連

句
を
付

け
て
い
く
場
合
、
貞
門
や

談
林
風

で
は
前

の
句
に
、

こ

と

ば

の

つ

け
、

ま
た
は
意
味

の
付

け
で
あ
っ
た
も
の
を
芭
蕉

は

「

ひ
び
き
」
「
に

ぼ
ひ
」
　
の

つ
け
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
し
た
り
、
句

全
体

の

印

象

は
「

さ
び
」
や
「
し

お

り
」
「
細
み
」
「
位

」
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
等

と
し
、

さ
ら
に

は
「
不
易
流
行
」

の

論
を
も
っ
て
し
て
俳
諧

を
純
文

芸
の
位
置
に

ま
玉

局
め
た
。
し

か
も
芭
蕉

は
「
高

く
悟

っ
て
俗
に

か
へ
る
」

と
言

い
、
通
俗
平
凡

な
生
活

の
中
に
風
雅

の
世
界

を
発

見

し
よ
う
と
し
た
。
卑
俗

な
笑

い
を
特
質
と
し

た
俳
諧

を
、
長

い
伝
統
に

よ
っ
て

鍛
え

あ
げ
ら
れ
た
和
歌
や
連
歌
に
劣

ら
な

い
美
に

ま
工

局
め
た
の
で

あ
る
。

こ
の
高

ま
い
な
気
概
に

あ
っ
た
蕉
風
も
時
代

を
経

る
に
し

た
が
っ
て
し

だ
い
に

堕
落

し
て
い
っ
た
が
天
明
期
（
一
七
八
一
～
八
九
）
に

は
各
地
に
革
新
運
動

が
始

ま

っ
た
。
そ

の
中

の
一
人
に
当
地
に
影
響

を
及
ぼ
し

た
加
舎
白
雄
（
　
　

～
一
七
九

一
）
が
あ
る
。

白
雄

は
信
州
上
田

の
人

。
少
壮

の
こ

ろ
は
鳥
酔
門

の
鳥
明
に
学

ん

だ
が
後
に

は
鳥
酔

の
直
弟
子
と
な

っ
た
。
白
雄

の
理
想
と
す

る
俳
諧

は
す

べ
て
技

巧

を
俳
し

て
飾
り
な

き
自
然

を
貴

ぶ
と

い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
彼

は
師
鳥
酔

の
平

明

な
長
所

を
と
ら
え

て
、

そ
れ
を
も
と
に
し

て
芭
蕉

の
真
髄
を
探

る
う
と
し

た
。

彼
は
多

く
を
旅
の
開
に
日

を
送
っ
た
が
安
永

九
年
（
一
七
八
〇
）
江
戸
馬

喰

町

に

春
秋
庵

を
開

き
、
門
人
に
多

く
の
有
材

の
士

を
得

て
、
大
島
蓼
太
と
並

ん
で
江
戸

に

お
け
る
蕉
風
中
興

の
大
家
と
仰

が
れ
た
。
白
雄

の
風
調

は
、
行
脚

の
度
に
磨

き

が
か
け
ら
れ
最

後
に
江
戸
に
春
秋
庵

を
開

い
た
こ

ろ
は
、
平
俗

の
調

を
全

く
離

れ

て
洗
練

さ
れ
た
作
品

を
示

し
て
い
る
。

中
村
伯
先

は
始

め
美
濃
風

の
作

を
な
し

て
い
た
が
白
雄
に
導

か
れ
て
そ
の
風
に

入
っ
た
。
白
雄
が
初
め
て
伊
那
に
来
だ
の
は
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
の
こ
と
で

当
時
伯
先
は
上
穂
（
駒
ヶ
根
市
）
の
駒
嶽
楼
に
い
て
こ
れ
を
迎
え
た
。
そ

の
と
き

二
人
で
巻
い
た
歌
仙
（
三
六
句
）
は
次
の
二
句
で
始
ま
る
。

い
ざ
り
　
　
か
た
い

夕

立

や

癈

璧

の
乞

児

野

に

な

や

む

犬

蓼

し

げ

み

水

つ

た
ふ

音

伯
先

白
雄

翌
々
天
明
六
年
に
は
上
穂
石
川
の
地
に
「
葛
の
葉
の
表
見
せ
け
り
今
朝
の
霜
」

の
句
の
翁
塚
を
白
雄
の
筆
跡
で
建
て
、
そ
の
記
念
に
『
葛
の
葉
表
』
の
一
集
が
開

板
さ
れ
た
。
こ
の
集
に
は
本
村
の
銅
叟
・
里
朝
・
三
暁
・
吏
琴
等
が
参
加
し
て
い

白
雄
が
伊
那
に
来
、
伯
先
が
そ
の
導
き
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
当
地
の

俳
壇
史
上
重
要
な
事
で
あ
っ
た
。

本
村
の
蕉
風
は
次
の
系
譜
と
見
ら
れ
る
。

芭
蕉
：
白

雄
―
伯
先

Ｉ　　Ｉ　　Ｉ ‾'‾１　　１　
丿

三 花 銅 里 蘭 鶴

暁 六 叟 朝 堂 翁

里
朝
　
松
沢
紋
蔵
（

材
で
あ
る
。

・：

布

精

一
七
五
八
～
一
八
〇
七
）

抱
甕
舎
と
称
し
伯
先
門
下
の
逸

幻
や
真
葛
が
中
に
人
の
骨

犬
の
子
の
声
も
し
ぐ
る
る
門
の
口

梅
が
香
に
鶏
を
そ
き
夜
明
哉

細
叟
　
松
沢
弥
兵
衛
（
　

～
一
八
一
九
）
こ
の
人
は
玉
椿
堂
と
称
し
て
板
木
彫

り
を
業
と
し
、
傍
ら
俳
諧
を
た
し
な
み
、
俳
書
の
刊
行
も
多
い
。
初
め
、
銅
荘
後

銅
荘
・
細
児
と
称
し
た
こ
と
も
あ
る
。

空
安
し
昼
と
見
る
間
に
暮
の
月

片
星
や
花
を
見
よ
り
の
あ
み
だ
笠

328
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梅
間
鶯
　
う
め
の
花
ひ
も
と
く
け
さ
八
鶯
も
ゑ
み
声
に
こ
そ
ほ
ほ
と
な
く
な
れ
　
匈
叟

図3-67　 銅叟筆蹟

花
六
　

加
藤
伝
左
衛
門
（
　

～
一
八
一
八
）

野
の
清
水
匂
ひ
草
葉
に
包
む
馥

鶯
の
高
音
小
篠
に
こ
ぼ
れ
け
り

あ
ら
塚
や
只
秋
の
凰
松
の
音

三
暁
　
松

沢
左
忠
治
（
　

～
一
七
九
言
　

初

め
巴
雪
と
称
し

た
。

所
釣
て
こ
こ
ろ
ち
い
さ
き
願
ひ
哉

身
を
か
れ
し
柳
に
わ
ふ
る
老
女
哉

蚊
ひ
と
っ
に
男
心
の
せ
ぬ
夜
哉

寛
政

九
年
（
一
七
九
也

伯
先

の
玖
水
園

へ
春
秋
庵
三
世

の
倉
田

葛
三

が

来

訪

し

た
・

そ

の
お
り

の
俳
諧
集
『
な
が
め
草
』
の
俳
諧
の
一
部
に
次
の
吟
か
お
る
。

（
前
略
）

い
た
づ
ら
に
鞠
の
相
手
を
小
半
時
　
　
恕
公

今
の
人
に
は
う
き
人
も
な
く
　
　
　
　
里
朝

神
輿
か
く
心
や
空
を
か
け
る
ら
ん
　
　
三
暁

棹
の
雫
に
か
ヽ
る
み
る
ぶ
き
　
　
　
　
句
叟

（
後
略
）

ま
た
、
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
、
相
模
大
磯
の
春
鴻
が
伯
先

を
訪
れ
た
と
き
俳

友
相
集

い
歌
仙
一
巻
を
ま
き
、
さ
ら
に
そ
こ
に
居
合

わ
せ
た
人
々
木
曽

か
ら
遅

れ

て
来
た
人
々
の
句
を
集
め
た
も
の
に
『
あ
ら
れ
柿
』
か

お
る
。
そ
の
と
き
の
俳
諧

に
次
の
吟
が
あ
る
。

白
雲

に
凍
て
も
せ
ず
よ
草
枕

葛

三

納
豆
だ
ヽ
く
あ
る
じ
あ
り
け
リ
　
　
伯
先

湧
泉
鴎
を
ま
ね
く
た
よ
り
哉
　
　
　
里
朝

竹
四
五
本
に
風
吹
い
て
い
る
　
　
　
銅
叟

（
後
略
）

こ
の
よ
う
に
、
「
尾
花
塚
」

発
起
の
五
人
は
伯
先
の
指
導
を
受
け
つ

つ
、

中
央

や
地
方

の
俳
友
と
も
交

わ
り
、
俳
諧
を
興
行
し

た
り
発
句
を
作

っ
て

い
た
が
、
尾

花
塚
」

の
碑
陰
に
「
社
中
」
と
あ

る
と
こ
ろ

か
ら
察
す
る
と
、
こ
の
外
幾
人
か
の

同
好
者
が

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。

吏
琴
（
松
沢
勘
太
夫
）
田

畑
の
大
、
松
吟
の
子
正
期
、

後
に
勘
太
夫
と
改

め
た

。

天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
駒
ヶ

根
市

上
穂
に
芭
蕉
の
句
碑
が
建

立
さ
れ
た

と

き

の

建
碑
記
念
集
『
葛
の
葉
表
』
に
次
の
句
が
載
っ
て
い
る
。

暁
空
し
露
の
葛
葉
に
蛇
の
衣

こ
れ
か
ら
察
す
る
に
吏
琴

も
ま
た
伯
先
門
下

で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
父
松
吟

は

在
色
門
で
あ

っ
た
。

里
遊
　

殿
村
　

こ
の
人

の
経
歴

は
し

か
と
わ
か
ら
な
い
が
上
に

あ
げ

た
連
中
と

屡

々
俳

諧
を
興
行

し
て
い
る
か
ら
同
門
と
見

て
よ
い
で

あ
ろ
う

。

菜
の
花
の
種
と
な
る
日
々
閑
古
鳥

片
親
は
梅
の
花
な
り
若
葉
哉

鶴

翁
　
高
木
正
照
（
一
七
七
一
丁

一
八
六
一
）

通
称
佐
太
郎
、
別
号
を
駒
嶽
仙

と

称
し

神
子
柴

の
大

。
長

じ
て
伯
先
門
に
入
り
、
ま

た
そ

の
女
婿
と
な
り
俳
諧
の
宗

匠
と
し

て
活
躍
し

た
。
弓
道
に
も
堪
能
で
あ

っ
た
と

い
わ
れ
る
。

著
書
に

『
ふ
尽
紀
行
』
が

あ
る
。
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
七
月

そ
の
ま
ヽ
に
音
を
も
て
留
主
の
き
り
ぎ
り
す

の
一
句

を
矢
立

の
は
じ
め
と
し
て
友
人
二
人
と
連

れ
立

っ
て
金
沢
峠

を
越
え
て

行

き
富
士
山
頂

を
き
わ
め
る
ま
で

の
紀
行
文
で
あ
る

。

富
士

の
山
頂
を
き

わ
め
て
帰
宅
し
た
。
そ
の
と
き
同
好

者
が
集

ま
っ
て
来

て
鶴

J2 夕
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図3-68 鶴 翁 句 集

翁
の
旅
中
の
作
「
め
ぐ
り

め
ぐ
り
て
Ｅ
」
の
発
句
を

枕
に
歌
仙
一
巻
を
ま
き
、

さ
ら
に
そ
の
席
に
出
た
者

や
友
人
の
寄
せ
た
俳
句
を

載
せ
て
あ
る
。
こ
の
『
ふ

尽
紀
行
』
は
小
冊
子
で
は

あ
る
が
鶴
翁
と
そ
の
周
辺

の
俳
友
を
知
る
う
え
で
貴

重
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
『
ふ
尽
紀
行
』
は

高
遠
の
儒
官
中
村
元
恒
の

序
文
を
も
っ
て
天
保
七
年

に
刊
行
さ
れ
た
。

文
政
三
年
に
開
板
さ
れ

た
『
明
月
集
』
中
に
こ
の

鶴
翁
の
筆
に
な
る
「
伯
先

先
生
略
伝
」
が
載
っ
て
い

る
伯
先
の
略
歴
と
臨
終
の

状
況

を
よ
く
伝
え
て

い
る
。

な

お
「
春
」
「
夏

」
「
秋
」
「
冬
」

と
四
季

の
句

を
そ
れ
ぞ
れ
四
冊
に

ま
と

め

た

自
選
句
集
が

あ
る
。
そ

の
数
凡
そ
ニ

ー
七
〇
句
。

。
亀
伯
（
　
～
一
八
六
九
）
鶴
翁

の
長
子
、
通
称
正
房

、
俳
諧
を
伯
先

に

学

び

来

朝
軒
亀
伯
と
号
し
、
ま

た
数
学
に
長
じ
た
。
天

保
八
年
『
駒
ヶ

嶽
詣
』
弘
化
二
年

『
吾
妻

の
紀
行
』

の
二
著

が
あ
る
。

『
駒
ヶ
嶽
詣
』

の
序
詞
を
中
村
仲
僚
（
元
恒
）
が
書

い
て

い
る
。
こ

れ

は
天

保

八
年
の
旱
ば
つ
に
際
し
、
隣
村
田
畑
村
の
人
々
が
雨
乞
い
に
登
る
と
い
う
の
に
友

の
鶯
飛
と
と
も
に
同
行
し
た
お
り
の
記
で
あ
る
。
途
中
の
吟
の
ほ
か
帰
っ
た
と
き

集
ま
っ
て
来
た
同
好
者
と
興
行
し
た
俳
諧
を
載
せ
て
あ
る
。
如
竜
が
ま
ず
発
句
し

て
い
る
。

見
ぬ
秋
の
う
ら
や
ま
し
さ
や
駒
ヶ
嶽
　
　
如
竜

鹿
鳴
声
を
遠
近
に
き
く
　
　
　
　
　
　
　亀
伯

月
夜
か
ら
始
ま
る
屋
根
の
葺
替
に
　
　
　
蘭
堂

子
供
は
知
恵
の
つ
き
安
き
也
　
　
　
　
　
蕉
翠

酒
飲
は
寒
し
と
火
鉢
か
き
な
ら
し
　
　
　
雀
翁

負
け
た
将
棋
に
時
雨
降
る
害
　
　
　
　
　
鶯
飛

明
日
は
初
午
御
番
の
入
代
り
　
　
　
　
　玉
虹

（
後
略
）

亀
伯
の
『
吾
妻
の
紀
行
』
は
年
長
者
応
翁
と
、
叔
父
羽
長
と
と
も
に
江
戸
見
物

に
行
っ
た
と
き
の
紀
行
文
で
あ
る
。
途
中
三
保
の
松
原
、
久
能
、
江
ノ
島
、
鎌
倉

等
を
見
て
行
く
み
ち
み
ち
の
三
人
の
吟
詠
を
記
し
、
帰
路
に
は
さ
ら
に
成
田
、
日

光
を
見
物
し
て
い
る
。
帰
宅
す
る
と
同
好
者
が
集
ま
っ
て
来
て
俳
諧

を
興
行

し

た
。
こ
の
と
き
も
如
竜
が
ま
ず
発
句
し
て
い
る
。

待
か
ね
し
耳
に
涼
し
き
は
な
し
哉
　
　
　
如
竜

山
時
鳥
声
よ
く
も
な
く
　
　
　
　
　
　
　蘭
堂

苫
船
を
汀
の
方
に
漕
よ
せ
て
　
　
　
　
　蕉
翠

た
ぐり
　
　
　
　
ぬか
　
　
　
　
たる
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゝ

手
操
に
運
ふ
糠
漬
け
の
樽
　
　
　
　
　
　東
谷

ま
だ
暮
れ
ぬ
う
ち
か
ら
月
の
さ
し
掛
り
　
鶴
翁

っ
ら
く

上
る
草
の
葉
の
っ
ゆ
　
　
　
　静
雨

き
り
く

す
音
を
い
る
庭
の
Ｉ
か
た
へ
　
応
翁

背
中
な
て
ヽ
も
止
ま
ぬ
痰
咳
　
　
　
　
　亀
伯

頃
日
は
酒
の
嫌
ひ
が
名
に
と
を
り
　
　
　
羽
長

（
後
略
）

J 釦
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鶴
翁
父
子
お
よ
び
蘭
堂
等
を
中
心
に
神
子
柴
、
田
畑
に
は
俳
諧
を
嗜
む
者
が
多

く
な
っ
た
。

ほ
ぐ
れ
な
と
呼
ぶ
に
ぞ
あ
ら
ん
雁
の
声
　
如
竜

蘭
堂
（
丸
山
彦
右
衛
門
）
東
松
軒
蘭
堂
と
称
し
宗
匠
と
し
て
こ
の
地

の
指
導
者

で
あ
っ
た
が
伝
未
詳
、
寺
子
屋
師
匠
と
し
て
、
束
春
近
の
子
弟
に
も
教
え
た
と
い

わ
れ
る
。

献
立
に
書
か
ず
に
出
す
や
初
か
っ
を
　
　
蘭
堂

眠
の
手
や
会
釈
し
て
出
す
煙
草
盆
　
　
　
同
人

朝
か
ほ
に
う
れ
し
き
朝
の
曇
り
哉
　
　
　
蕉
翠

か
し
わ
手
に
鶏
寄
る
春
日
哉
　
　
　
　
　羽
長

朝
顔
や
追
々
に
喰
ふ
朝
の
飯
　
　
　
　
　東
谷

文
政
年
間
は
こ
の
地
方
に
俳
諧
の
最
も
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
時
代
で
あ
る
。
文

政
二
年
（
一
八
一
九
）
刊
行
の
『
緒
絶
草
』
に
巣
兆
神
霊
を
祀
る
俳
諧
が
興
行

さ

れ
て
神
子
柴
連
の
も
の
か
お
る
。
巣
兆
（

～
一
八
一
四
）
は
建
部
氏
。
江
戸

の

人
、
寛
政
か
ら
文
化
年
間
に
か
け
て
の
俳
人
で
あ
る
。

帰
る
さ
に
松
風
聞
き
ぬ
華
の
山
　
　
　
　
巣
兆

暮
淋
し
く
と
ば
す
暖
　
　
　
　
　
　
　
　鶴
翁

陽
炎
に
垢
の
狭
衣
脱
か
へ
て
　
　
　
　
　
虎
堂

爆
布
を
画
し
簾
も
と
む
る
　
　
　
　
　
　聊
士

稀
人
の
為
に
ひ
く
茶
よ
月
の
前
　
　
　
　
花
暁

つ
る
手
す
さ
み
の
菊
の
百
晶
　
　
　
　
　
乙
也

（
後
略
）

さ
ら
に
当
時
の
神
子
柴
連
の
句
を
次
に
記
す
。

老
の
身
の
も
の
思
ひ
也
秋
の
風
　
　
　
’
虎
堂

朝
々
は
萩
の
花
汲
む
野
川
哉
　
　
　
　
　
聊
士

草
刈
や
暴
風
の
朝
の
み
だ
れ
髪
　
　
　
　
花
暁

山
路
越
す
人
の
多
さ
よ
梅
の
花
　
　
　
　
乙
也

老
の
身
の
も
の
思
ひ
也
秋
の
風

菜
の
花
に
家
と
び
と
び
の
県
哉

桐
一
葉
琵
琶
弾
き
な
ら
ふ
橡
の
先

次
に
当
時

の
田

畑
連
の
句
を
記
す
。

水
の
音
椎
柴
に
椿
蒸
掲
て

ゆ
ゆ
し
く
も
城
建
初
む
る
初
霞

峰
の
雪
高
き
恵
を
思
ひ
け
リ

岸
の
梅
人
な
き
沖
へ
薫
り
け
り

あ
さ
顔
や
種
の
約
束
花
の
う
ち

秋
風
の
吹
立
つ
頃
や
猿
の
声

持
そ
へ
て
す
へ
さ
せ
に
け
り
雛
の
膳

寝
心
地
の
よ
き
雨
の
夜
々
虫
の
声

短
か
夜
々
油
残
り
し
か
け
行
灯

秋
風
や
伸
と
ま
っ
た
る
草
の
蔓

桐
お
ち
る
頃
よ
り
寒
し
松
の
風

か
れ
す
す
き
覚
束
な
く
も
霞
み
け
り

花
の
木
を
な
で
て
戻
る
や
朧
月

綿
と
れ
ば
笑
顔
愛
ら
し
は
だ
か
雛

老
の
身
も
雛
を
見
に
行
く
孫
の
家

鳴
処
つ
ひ
に
定
ら
ず
み
そ
さ
ざ
ひ

朝
風
や
軒
の
か
け
菜
の
動
く
音

雛
か
ざ
る
昔
語
り
を
嫁
姑

折
か
け
の
高
き
小
枝
や
野
路
の
梅

駒
下
駄
の
跡
か
ら
消
る
春
の
雪

今
朝
降
り
し
雪
の
中
よ
り
朧
月

か
ら
か
ら
と
風
の
動
か
す
か
け
菜
哉

う
れ
し
さ
や
今
年
は
孫
の
雛
祭

初
嫁
の
も
て
な
す
け
ふ
や
草
の
餅

た

っ
女

琲
郷

（
里
朝
男
）

自
松

（
三
暁
男
）

可

候

（
三
暁
男
）

花
来

玉
喜

如
雪

寿
楽

玉
泉

藍
水

い
ち
女

寿
松

素

寿

外

入
藤
在

花
楽

演
子

は
ま
女

み
の
女

松
州

南
遊

おj
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古
く
と
も
下
に
は
置
か
ぬ
母
の
雛
　
　
　
在
翁

草
餅
や
名
を
聞
い
て
行
く
旅
の
人
　
　
　
堕
人

武
者
雛
や
さ
し
も
ゆ
ゆ
し
き
身
の
か
ま
へ
　
一
笑

馬
の
は
む
草
よ
り
出
で
て
虫
の
声
　
　
　
玉
泉

歯
に
し
み
る
大
根
膀
や
梅
の
花
　
　
　
　
壷
令

帰
る
雁
ま
た
新
し
き
心
ぞ
や
　
　
　
　
　
久
彦

目
ざ
ま
し
き
苓
ば
か
り
や
梅
の
花
　
　
　
栄
松

集
り
て
片
手
あ
ぶ
り
の
火
鉢
哉
　
　
　
　
荘
竜

風
呂
吹
を
初
嫁
迄
も
大
わ
ぎ
り
　
　
　
　
南
雄

以
上

は
田
畑

の
「
鎌

や
」
「
も
ん
や
」
「
玉
理
軒
」

神
子
柴

の
「
東
松
軒
」
等

の

文
書
か
ら
拾

い
だ
し
た
も
の
で
、
い
ず
れ
も
神
子
柴

の
鶴
翁

と
蘭
堂
選
に

よ
る
も

の
か
ら
一
句
宛
挙
げ
た
も
の
で
あ
る
。
作
品

の
よ
し
あ
し
は
と
も
あ
れ
風
流
に
心

を
寄
せ
る
人
々
の
多
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

そ
れ
よ
り
や
や
遅

れ
た
こ
ろ
の
南
殿

、
北
殿
、
大

泉
等

の
作
者

を
次
に

あ
げ

る
。

其
翁

（
一
八
〇
〇
～
七
四
）
通
称
有
賀
小
文
治
、
文
酒
舎
其
翁

と
称
し
た
。
南
殿

の
人
寺
子
屋
師
匠

と
し
て
近
隣
子

弟
に
教

え
た
。
そ
の
こ
ろ
越

後
生
ま
れ
の
漂
泊

の
俳
人
井

上
井

月
と
興
行

し
た
俳
諧

に
次
の
も
の
が
あ
る
。

米
負
ふ
て
登
る
湯
道
の
暑
さ
哉
　
　
　
　
其
翁

滝
に
こ
こ
ろ
の
ゆ
る
む
汗
の
香
　
　
　
　
井
月

札
つ
け
し
当
才
駒
の
居
眠
っ
て
　
　
　
　
翁

（
以
下
略
）

（
辞
世
の
句
）

一
日
の
空
う
つ
り
ゆ
く
落
葉
哉

其
篤
（
　
～
一
八
八
白

通
称
有
賀
荘

左
衛
門
、
政

六
庵
其

篤

と

号

す
。
其
翁

の
弟
で
あ
る
。

咲
出
る
梅
に
気
遣
ふ
夜
の
雨
　
　
　
　
　
其
篤

幼
子
の
指
さ
す
方
に
雁
渡
る
　
　
　
　
　
ま
つ
冽

梅
が
香
の
二
階
に
龍
る
月
夜
哉
　
　
　
　
素
桂

ま
つ
冽

も
南
殿

の
人

素
桂

は
箕
輪
町
上
古
田

の
人
で

あ
る
が
晩
年
は
南
殿
に
住
ん
だ
。

花
に
く
れ
て
月
の
世
界
を
見
に
ゆ
か
ん
　
雅
康

こ

れ
は
大
泉

の
清
水
重
堅
の
四
女
の
逝
去
を
悼
ん
だ
句
で
あ
る
。
墓
碑
に
刻
ま

れ
て
い
る
。

瓢
箪
と
わ
れ
と
の
あ
ひ
の
桜
哉
　
　
　
　
湖
月

湖
月
は
北
殿
の
人
、
有
賀
嘉
吉
（
一
七
八
七
～
一
八
六
六
）
で
、

新
四
国

霊
場

の

開
創
者
で

あ
る
。

二
　

和
　
　
　

歌

本

村

に

は

古

い
時

代

の

和

歌

は

今

の

と

こ

ろ

見

当

た

ら

な

い
。
江

戸

時

代

も

後

期

に

な

っ
て

漸

く

作

者

の

わ

か
る

作

品

が

見

え

る

。

塩

ノ

井

に

「

塩

ノ

井

八

景

」

を

詠

ん

だ

和

歌

か

お

る

。
嘉

永

三
年

（
一
八
五
口

神

無

月

と

あ

る

。

長
坂
秋
月
　

秋

の
夜
の
長
坂
に
来
て
詠
む
れ
ば
も
な
か
の
月

の
さ
へ
て
光

れ
る
　
　

虎
竹

大
池
水
鶏
　

は
し
ま
り
と
た
た
く
水
鶏
の
池

水
や
大
鼓
已
に

さ
ん
ば
並
べ
り
　
　
　

遊
保

高
原
夕
景
　

言

の
葉
に
尽
ぬ
眺
め

の
面
白
さ
ゐ
の
子
の
原

の
夕
映
　
　
　
　
　
　
　

三
国

庚
申
塚
一
松
　

名
に
し
お
ふ
一
木

の
松

を
木
伝

ふ
て
ま
し
ら

鳴
く

な
り
冬

の
月
影

陸
右

古
城
蛍
　
　

古
城
に
繁
り
し
虫
や
化
し
つ
ら
ん
夜
な
夜

な
出

づ
る
蛍
合
戦
　
　
　
　

沢
斉

駒
原
桜
　
　

花
見
て
て
い
さ
む
心
の
駒
原

や
手
綱

ゆ
る
め
て
遊

ぶ
春

の
日
　
　
　
　

原
仁

森
郭
公
　
　

暑
き
日

も
し
げ
り
し
森

の
木
下
闇

涼
し
げ
に
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
哉
　
　

家

一

薬
師
清
水
　

帯
ほ
ど
の
細
合
流
れ
も
常
盤
に
薬
師
の
清
水
む
す
ぶ
涼
し
さ
　
　
　
　

真
白

み

す
マ

か
る
信
濃

な
ま
り
を
和
ら
か
に
ハ

ッ

の
け
し
き
を
大

和
言

の
葉

茫
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こ
れ
ら
は
塩
ノ
井

の
幕
末

か
ら
明
治
に

か
け

て
の
和
歌
連
で

あ
る
。
こ

の
ほ

か

に

も
数
名

の
和
歌
仲
間

が
い
た
。
そ

の
仲
開
か
競
詠
し
、
先
達

か
ら
添
削

さ
れ
、

判
定

さ
れ
た
歌
集

が
残

っ
て
い
る
。
「
ふ
ゆ

あ
そ
び
」
「
松

の
下
蔭
」
「
梅
の

を

り

枝
」
「
あ
都
め
草
」
「
朧
志
ミ
川
」
「
春
の
名
ご
り
」
「
お
き
な
あ
そ

び
」
「
笑

ひ

草
」
「
華

の
下

影
」
「
五
色
に

よ
せ

て
」
（
以
上
、
大
東
蔵
）
等
優
美
な

書
名
が

つ

い

て
い
る
。
こ
の
う
ち
「

ふ
ゆ
あ
そ
び
」
以
外

は
全
部
東
風
亭
量

が
判
者
に
な

っ
て

い
る
。
そ
の
評
に
「

こ
の
歌
俳
諧

な
し
」
と

か
「
俳
諧

う
す
し
」
と
し

た
も

の
が

目
に

つ
く
。
こ
こ
に

い
う
俳
諧

と
は
、
「
思
ひ
も
よ
ら

ぬ
風
情
を

い
ひ

出

す
」
と

か
「
軽
妙
酒
脱
」

と
い
う
俳
諧
的
境
趣

を
言

っ
た
も

の
と
思

わ
れ
る
。
こ

の
和
歌

連

は
お
お
む
ね
古
歌

の
心
や
歌
枕
、
故
事
に
題
材
を
と

っ
た
も

の
等

の
題
詠
が
多

く
、
自
然

を
詠

う
に
し

て
も
掛
け
こ
庖

ば
や
こ
と
ば

の
し

や
れ
を
も

て
あ
そ

ん
で

知
的
遊
戯
に

止
ま
っ
た
り
、
軽
妙
洒
脱
な
狂
歌
に
類
し

た
も

の
も
多

い
。
仲
間
が

集

ま
っ
て
知
的
興
趣

の
世
界
に
清
遊
し

た
こ
と

が
し

の
ば

れ
る
。

東
風

亭
量

は
備
前
岡
山
藩

の
大
、
通
称
は
河
原
文
蔵
、
雅
号
は
精

二

量
は
字

で

あ
る
。
塩
ノ
井
連
中
は
こ

の
大
を
師
と
し
て
作
歌
し
て

い
る

。
こ
の
人
の
短
冊

が
南
殿
な

ど
の
数
軒
に

Ｉ
〇
数
枚
残

っ
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
る
と
村
内
に
相
当

の
影
響
を
及
ぼ
し

た
と
思

わ
れ
る

。

松
沢
ぬ
し
の
六
十
路
の
賀
に
と
題
し
て
、

百
と
せ
に
足
ら
ぬ
む
そ
ぢ
ぞ
を
さ
な
か
る
千
と
せ
を
ま
つ
の
友
に
し
あ
れ
ば

と
詠
ん
で

い
る
。
歌
風
推
し
て
知
る
べ
し
。

東
風
亭
量
が
こ
の
土
地
に
ど
う
し
て
住
ん
で
い
た
か
詳
か
で
な
い
。
そ
の
後
は

西
風
亭
利
支
が
つ

い
で
指
導
者
と
な
っ
て

い
る
。

西
風
亭
利
支
（
一
七
九
三
～
一
八
七
四
）
本

名
征
矢

吉
兵
衛

。
塩
ノ
井

。

吉
兵
衛
は
資
性
穏
健
に
し
て
学
を
好

み
和
歌
を
岡

山
藩

士
河
原
文

蔵
に
学

び
、

村
内
を
中
心
に
多
く
の
門

人
を
育
成
し
た
。
歌

碑
が
三
基

あ
る
。

図3-69　 西風亭利支歌碑

碑
面
　
　
松
　
す
ズ
み
し
て
聞
く
ひ
と
曲
の
こ
と
の
ね
は
年
ふ
る
松
の
か
ぜ
や
し
ら
ぶ
る

彿
陰
　
　
　
　
文
久
二
戌
　
七
十
二
　
　
征
矢
吉
兵
衛

松
　

す

ド
み
し
て
聞
く
ひ
と
曲

の
こ
と
の
音
は
年
ふ
る
松
の
風

や
し
ら
ぶ
る

（
塩
ノ
井

神
社
西
の
庚
申
塚
）

菊
　

世
を
隔
っ
塩
に
は
な
に
か
志
ら
菊
の
花
を
訪
ひ
く
る
人
を
ま
た
な
ん

（
生
家
「
し
た
み
せ
」

の
庭
）

志
ら
雪
は
消
へ
て
も
あ
と
に
先
の
身
の
花

咲
く
春

に
あ
ふ

よ
し
も
か
な

（
同
所
）

辞
世
　

産
湯
あ
み
せ
し
む
か
し
わ
す
れ
ず
け
ふ
も
ま
た
浮
世

の
垢
を
洗

は
れ

ぬ
べ
し

（
右

の
歌

碑
の
碑
陰
）

利

支

の
門

弟

ら

の

作

品

を

左

に
、

辞
世
　
順
風

に
さ
そ
は
れ
出

る
法

の
舟

も
と
来

し
国

へ
真
帆
か
け
て
ゆ
く

亦
兵
衛

（
利
支

の
父
）

納

涼
　
名

に
し
負

ぶ
朝
水
橋

に
来
て
み

れ
ば
く
ま
ね

ど
涼
し
夏

の
川
風

虎
竹

月
　
　

秋

の
夜

の
草
に
宿
か

る
月
影

の
う
っ
れ
ば
露
も
玉
と
光
れ

る遊
保

春
雨
　

春

の
夜

の
朧
豆
腐

の
や
は
ら
か
に
ま
さ
り
お
と
ら
で
消
え
る
あ
は
雪

S お
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図3-70　幕末の歌人たち

雲朗 稲麿 真白　媛堂 利支三
国

雄
子
　

藪
陰
に

か
く

る
る
知
恵
は
あ
る
悟
子
の
声
立
て
て
こ
そ
人
に
知
ら
る
れ

陸
右

梅
花
　

夕
さ
れ
ば
豊
旗
雲

の
影
さ
し
て
軒
端

の
梅
の
色
ぞ
増
れ
る

沢
斉

卯

の
花
　

梅
も
過
ぎ
桜
も
散
り
て
行
く
春
の
は
な
む
け
せ
む
と
咲
け
る
卯

の
花

原
仁

元
旦
　

年

の
戸
を
あ
け
て
目
出
度
き
茶
わ
ん
酒

飲
ん
で
気
ま
ま
に
寝
た
り
起

き
た
り

家

一

嶋
く
虫
の
家
さ
へ
今

は
寂
し
き
に
衣

う
つ
な
り
ま
と
か
よ

の
里

真

白

詠
め

あ
か
で
思

は
ず
小

夜
も
ふ
け
禅
師
雲

間
を
も
れ
て
通
ふ
月

か
も

真
平

明
ぬ
れ
ば
玉
と
あ
ざ
む
く
梅
の
花
誉
め
ら
れ
て
こ
そ
な
お
匂
ふ
ら
め

中
彦

足
曳
の
そ
の
山
か
ら
と
我
が
恋
は
君
の
く
る
み
を
待
つ
ぞ
楽
し
き

丸
和

仰
向
き
て
月
見
る
や
ふ
に
蛙
ら
は
田
毎
に
い
つ
る
春
の
夕
暮原

盛

岩
山
に
育
つ
つ
つ
じ
の
花
盛
り
ね
は
う
す
く
と
も
色
は
紅
ゐ伊

波

谷
風
に
結
ぶ
氷
の
堅
け
れ
ば
春
の
心
は
解
け
や
ら
ぬ
か
も

杉
平

長
谷
な
る
月
目
は
回
り
き
し
き
し
と
氷
る
寒
さ
や
車
井
の
水岩

鶴
亀
の
歳
久
し
き
目
出
た
さ
を
す
ゑ
高
砂
に
う
た
ふ
御
祝
儀花

慶

ほ
そ
ほ
そ
と
妹
が
門
辺
の
い
と
柳
出
入
る
人
を
な
ふ
る
や
ふ
な
り

中
仁

み
た
ら
し
の
池
の
氷
も
は
り
と
ち
て
心
の
う
ち
ぞ
ち
り
ひ
ね
れ
る

大
東

以
上
、

あ
げ

た
作
歌
者

は
お
お
む
ね
塩
ノ
井

の
幕
末

か
ら
明
治
初
年
に

か
け
て

の
人

た
ち
で

あ
る
。
大
部
分
が
本
名
と
家
が

わ
か
ら
な

い
。

わ
か

っ
て

い
る
人
に

つ
い
て
み

る
。
亦
兵
衛

は
利
支

の
父
で

あ
る
。

遊
保

は
穂
高
孫
三
郎

の
父
で
千
首
に
余
る
作
品
を
清
書
し
て
残
し
て

い
る
。

初
春
　
　
　
　
花
鳥
の
い
ろ
音
も
け
ふ
は
賑
は
し
く

お
も
し
ろ
さ
う
に
笑
ふ
春
や
ま
　
遊
保

お4
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図3-71　遊保筆蹟

真
白
（
一
七
九
九
～
一
八
七
七
）
は
本
名
征
矢
虎
教
、

彦
右
衛
門

と
称
し
真
白
は

そ
の
号
で
あ
る
。
父
の
彦
右
衛
門

を
襲
名
。
書
に
秀
で
村
人
の
信
望
厚

く
数
十
年

に
亘

っ
て
近
隣
の
子
弟
に
書
道
を
教
え
、
ま
た
和
歌
を
好

ん
だ
。
温
順

純
朴

な
人

柄
を
慕

わ
れ
明
治
四
年
中
村
元

起
の
碑
文
を
も

っ
て
子
弟
等
に
よ
っ
て
筆
塚
が
建

立
さ

れ
た
。
伊
那
街
道
沿

い
に
あ

っ
た
が
道
路
改
修
に
当
た
り
塩
ノ
井

神
社
の
南

朧

湊
屋
の
墓
地
に
移
さ
れ
た
。
前
記

の
和
歌

は
そ
の
彿
文
中
に

あ
る
。

家
一

は
利
支

の
息
、
本
名

弥
一

。

三
　

近
世
の
教
育

Ｈ
　
寺
子
屋
・
私
塾
教
育

古
代
か
ら
中
世
ま
で
教
育
は
特
権
階
級
に
行
な
わ
れ
て
い
た
に
過

ぎ
な

か
っ

た
。
庶
民
の
教
育
と
い
え
ば
、
世
襲
の
職
業
に
つ
い
て
父
祖
の
な
し
て
い
る
と
こ

ろ
を
見
よ
う
見
ま
ね
で
覚
え
さ
せ
た
り
、
徒
弟
に
日
常
生
活
の
中
で
自
然
に
覚
え

さ
せ
る
技
術
の
職
能
教
育
が
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。

近
世
に
な
っ
て
兵
乱
が
お
さ
ま
る
と
、
幕
府
は
文
治
政
策
を
と
大

昌
平
坂
学

開
所
を
お
こ
す
な
ど
し
て
学
問
を
奨
励
し
た
。
諸
藩
は
そ
れ
ぞ
れ
藩
校
を
作
っ
て

家
臣
の
教
育
に
意
を
注
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
。

信
濃
国
一
一
藩
も
そ
れ
ぞ
れ
藩
校
を
開
い
て
藩
士
や
そ
の
子
弟
の
人
材
育
成
や

教
化
、
さ
ら
に
は
武
芸
や
諸
技
能
を
教
育
し
た
。
後
に
な
る
と
庶
民
の
子
弟
も
希

望
者
は
こ
れ
に
は
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
庶
民
の
大
部
分
は
寺

子
屋
か
家
塾
で
限
ら
れ
た
内
容
の
教
え
を
受
け
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

寺
子
屋
の
起
源
と
発
達
　
寺
子
屋
は
そ
の
名
の
示
す
と
お
り
、
寺
院
に
子
弟
を

集

め
て
教
育
を
す

る
所
で
あ

っ
た
。
室
町
時
代
に
始
ま

っ
た
と

い
う
説
も
あ
る
が

盛

ん
に
な

っ
た
の
は
江
戸
時
代

の
中
期
以

後
と

い
わ
れ
る
。

享
保
年
代
（
一
七
コ
（

圭

二
六
）
に
な

る
と
庶
民

の
間
に
好
学
心
・
求
知
心
が
高

ま
り
、
文
化
・
文
政
（
一
八
〇
四
圭

二
〇
）
時
代

か
ら
よ
り
盛
ん
に
な
り
、
天

保
年

間
（
一
八
三
〇
～
四
四
）
に
な

る
と
寺
子
屋
教
育

は
大

い
に
普
及
し

た
。
最
初
寺
院

で
僧

侶
が
子
弟
に
世
俗
的

な
教
育

を
施
し

て
い
た
が
後
に
は
武
士
や
、
神
官
・
医

者

そ
の
他

富
裕

な
農
民
で
当
時

の
文
化
人

が
自
宅

を
開
放
し

て
子
弟

を
教
育
す

る

こ
と
が
行

な
わ
れ
た
。
寺
以
外

は
家
塾

と
い
う
べ
き
も

の
だ
が
昔

か
ら
の
慣
例
で

民
間

で
は
寺

で
も
私
邸
で
も
子
弟

の
教
育
に

た
ず
さ
わ
る
所
を
寺
子
屋
と
呼

び
生

徒

を
寺
子
、
先

生
を
お
師
匠
様

と
呼

ん
だ
。

寺
子
屋

・
家
塾
の
特

色
　
寺
子
屋

は
そ
の
地
方

の
教
育

の
中

心

で

あ

っ
た

か

ら
、
父
兄
生
徒

の
尊
信

あ
つ
く
、

師
弟
の
情
誼

も
ま
た
こ
ま
や

か
な
る
も

の
が
あ

っ
た
。
年
長

優
秀
な
生
徒

は
師
に
代

わ
っ
て
教

授
管
理

を
助

け
る
こ
と
も

あ
っ
た

か
ら
長

幼
互
助

の
凰
お
こ
り
、

あ
た
か
も

Ｉ
家

の
ご
と
き
親
し
み

が
あ
っ
た
。
時

と
し
て
怠
惰
の
生
徒
に
は
罰
を
加

え
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、

厳
格
な
師
ほ
ど
父
母

の
信
頼
が
厚
く
、
生
徒
も
こ
れ
を
う
ら
む
こ
と
な
く
、

む
し
ろ
親
愛

の
度

を
加

え

る
む
き
も
あ

っ
た
。
寺
子
屋
を
退

い
た
後
も
よ
く
そ
の
師
を
慕
う
こ
と
が
多
か
っ

た
。
今
日
筆
塚
・
頌
徳
碑
な
ど
諸
所
に
建

っ
て

い
る
が
そ
れ
ら
の
大
半
は
寺
子
屋

時
代

か
ら
明
治
初
年
に

か
け
て
師
恩
に
感
じ
た
弟
子
等
の
謝
恩
の
表

わ

れ

で

あ

就

学
状
況
　

入
学
す

る
こ
と
を
寺
入
り
と

い
っ
て
親
が
机
や
文
庫
を
た
ず
さ
え

て
師
匠

の
家
に
赴

い
て
頼

む
の
で

あ
る
が
、
そ

の
際
、
扇
子
・
菓
子
折
・
鰹
節
・

赤

飯
な
ど
を
束

脩
と
し
て
お
さ
め
、
菓
子
や
餅

な
ど
を
朋
輩
に
披
露
と
し
て
持
参

し
た
。

就
学
は
七
、
八
歳
か
ら
一
三
、
四

歳
ぐ
ら
い
ま
で
で
、
男
女

共

学

で

あ
っ
た

が
、
厳
に
そ
の
席
は
分
け
て

い
た
。
在

学
年

数
は
最

も
多

い
の
は
べ

四
年
で

あ

お5
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つ
た
。
も
っ
と
も
一
年
と
い
っ
て
も
年
間
を
通
じ
て
通
学
す
る
者
と
農
閑
期
だ
け

の
も
の
も
あ
っ
た
。
入
学
も
退
学
も
本
人
や
家
庭
の
都
合
で
自
由
で
あ
っ
た
。

教
材
と
教
科
　
教
科
の
主
な
も
の
は
庶
民
の
日
常
生
活
に
必
要
な
、
読
み
書
き

そ
ろ
ば
ん
と
言
わ
れ
、
読
み
方
、
習
字
、
算
術
が
主
で
あ
っ
た
。

私
塾
で
あ
る
か
ら
定
ま
っ
た
教
科
書
が
あ
る
わ
け
で
な
く
、
師
匠
の
能
力
や
好

み
、
ま
た
生
徒
の
要
望
も
入
れ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。

読
み
方
で
は
実
語
教
・
童
子
教
・
庭
訓
往
来
・
百
姓
往
来
等
で
、
進
む
と
、
四

書
・
五
経
の
素
読
が
行
な
わ
れ
た
。

習
字
は
、
い
ろ
は
歌
・
片
仮
名
・
国
尽
し
・
商
売
往
来
・
消
息
往
来
な
ど
が
用

い
ら
れ
た
。

算
術
は
主
と
し
で
そ
ろ
ば
ん
で
あ
っ
た
。

図3-84　 寺子屋教育の教科書類

教
授
法
　

師
匠
の
自
宅
の
一
室
を
教
場
と
し
、
弟
子
は
す
ず
り
、
双
紙
、
手
本

な

ど
を
家

か
ら
持
参
し

た
。

師
匠

は
上

座
に
座
し
て
そ
の
前
に
児

童
を
呼

び
よ
せ
、
僅

か
の
教
材

を
反
復
練

習

さ
せ
る
全
く
の
個
別
式
で
あ
っ
た
。
読
み
方
で
は
、
初
め
前
日
の

分

を

読

ま

せ
、

つ
い
で
五
字

か
ら

Ｉ
〇
字

ぐ
ら
い
を
教
え
練
習

さ
せ

た
。
と
き
に

は
兄
弟
子

が
代

わ
っ
て
弟
弟
子

を
教

え
る
場

合
も
あ
っ
た
。
習

字
は
初
め
、

五
字
か
ら
二
四

字
ぐ

ら
い
の
手
本

を
書

い
て
あ
た
え

て
習

わ
せ

た
。
師
匠

は
児
童

の
手

を
と

っ
て

書
き
方

を
教
え
、
声
を
立
て
て
読
ま
せ
な
が
ら
書

か
せ
た
の
で
あ
る
。
手
本
を
数

日
練
習
し
た
後
に

は
手
本

を
見
な

い
で
清
書

さ
せ
、
よ

い
も

の
に
は
新
し

い
手
本

を
与
え
、
進
歩
の
な

い
も
の
に
は
も
う
一
度
そ
の
手
本
を
習

わ
せ
た
。

授
業

時
間

は
毎
日
午
前
七
～
八
時
か
ら
午
後
三
～
四
時

こ
ろ
ま
で
で
あ
っ
た
。

そ
の
問
数
回

の
休
み
時
間

が
あ

っ
た
。

休
業

日
　
正
月

二
〇
日
間
ぐ

ら
い
、
盆
四
日
、
鎮
守

の
例
祭
、
五
節
句
等

。

束

修
お
よ

び
謝
礼
　

入
学
に
際
し

て
師
匠
に
納

め
る
も

の
を
束
修
と

い
っ
た
。

謝
礼

は
年
始
・
盆
・
五
節
句
に
多
少

の
金
品

を
送
り
、

そ

の
他
月
並
銭
（
こ
れ

も

ま
た
束
修
と
い
っ
た
）
と
し

て
若
干

と
た
た
み
代
、

炭
代
な

ど
で

あ

っ

た

が
、
菅

原
道
真

を
ま
つ
る
天
神
講
銭
も

あ
っ
た
。

江

戸
末
期
に
は
寺
子
屋
数
は
日
本
全
国

に
一
万
五
五
六
〇

あ
っ
た
が
そ
の
う
ち

長
野
県
下

に
は
一
三
五
〇

あ
っ
て
全
国
第

一
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
う
ち
上
伊

那

に
は
四
三
三
あ
っ
て
全
県
の
約
三
分
の
一
あ
っ
た
。
（
『
大
日
本
教
育
史
資
料
八
』
）

然

し
こ
れ
ら
の
数
字
は
必
ず
し
も
正

確
の
も
の
で
な
く
調
査
洩
れ
が
あ
っ
て
実
数

は
こ
れ
を
上
回

る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
事
実

『
上
伊

那
誌
人
物
篇
』
に

よ
る
と
、

幕
末

か
ら
明
治
初
年
に

か
け

て
の
寺
子
屋
師
匠

は
五
一
〇
と

あ
り
南
箕
輪
村
に
は

一
一
名

の
名
が
掲
げ
て
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
た
び
の
調
査
に
よ
る
と
別

表
の

と

お
旦

二
〇
名

の
師
匠
が
あ

っ
た
こ
と
が

わ
か
っ
た
。
以

上
の
外

に
も
手
習

い
を

教
え
た
人
が
あ

っ
た
と
思

わ
れ
る
。
維
新
以

後
長

野
県
や
本
村

が
教
育
に
力

を
注

J お
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い

だ

地

盤

は

既

に
江

戸

時

代

に

培

わ

れ

て

い

た

。

本

村

の
寺

子
屋

師
匠

は

浪

人

・

修

験
者

・
農

民

の
中

の
知

識

人

で
、

他

村

か

ら

招

い

た

者

も

あ

り
、

他

村

へ
出

稽
古

に

出

か

け

る
者

も

あ

っ

た

。

他

村

よ

り

招

い
た

師

匠

で
記

録

の
著

し

い
者

が
四

名

あ

る

。

宇

沼

与

五
右

衛

門

と

、
両

角
平

学

と

小
沢

亀

春
、

矢

部

媛

堂

で

あ

る

。

宇
沼

与

五

右

衛

門

は

高
遠

の

浪

人

で

、
田

畑
村

と
南

殿

村

の

人

々

が
元

禄

二
年

二

六
八
九
）
に

招

請

し

て
田

畑
村

で

寺

子

屋

を

開

い
た

。

両

角

平

学

は

諏

訪

の

浪

人

で
田

畑

村

の

人

々

が
元

文

四
年

に

招

請

し

て

子

弟

に

教

え

た

。

小

沢

亀

春

は

小

野

村

の

名

主

役

を

つ

と

め

、

退
役

後

文
化

一
四

年

（
一
八
一
言

南

殿

村

の

招

き

に

応

じ

て

参

り

、

南

殿

村

で
子

弟

に

教

え

た

。

寺

子

屋

の

内

容
　

明

治

一

六

年

の

寺

子

屋

調

査

報

告

の

う

ち

矢
部

蛙

堂

に
関

す

る

も

の
を

左

に

掲

げ

る

。

長
野
県
上
伊
那
郡
旧
松
本
藩
領
預
り
支
配
地
内

寺
子
屋
取

調
表

一
　

名
　
　

称
　
　
　
コ
レ
無

シ

ニ
　

所

在

地
　
　

南
箕
輪
村
ノ
内
北
殿

三
　

塾
主
氏
名
　
　

矢
部
媛
堂

四
　
兼

テ
教
ヘ

シ
学
科
　
　

習
字
及

ビ
読
書

五
　

教
師
ノ
数
　
　

壱
人

六
　

生
徒
概
数
　
　

男
六
拾
人
　
　

女

拾
五
人

七
　

授
業
ノ
順

序
　

最
初
い
ろ
は
ヲ
習
読
セ
シ
メ
　
次

イ
デ
数
学
　

手
習

短
歌

寺
子
式
目

近
道
子
宝
　

名
頭
　

村
名
及

ビ
諸
往
来
書
類

ヨ
リ
四

書
五
経

ヲ
授

ケ

且
ツ
女
子

二
（

女
今
川
　
女
大

学
等
ヲ
教
フ

ハ
　

習
字
本
及
読
　

習
字
ノ
部
　

名
頭
　

村
名
　
国

尽
シ
諸
往
来
類
　
御

成
敗
式
目
　

千

書
用
書
　
　
　

字
文

読
書
ノ
部
　
古

状
揃
　

実
語
教
　

庭
訓
往
来
　
四

書
五
経
　

古
文
真

宝
　
唐
詩
選
等
　
女
今
川
　
女
大
学

九
　
学
習
年
限
　
　
大
約
六
、
七
年

十
　
東
修
謝
儀
　
　
東
修
金
壱
朱
ヨ
リ
金
弐
朱
　
年
末
謝
儀
金
壱
分
ヨ
リ
金
弐
分

十
一
　
塾
主
ノ
行
事
　
著
名
ナ
ル
事
蹟
ナ
シ

十
二
　
塾
主
ノ
身
分
　
旧
高
遠
藩
浪
人

于
ビ
ア
当
地
二
寓
シ
習
字
師
ヲ
専
業
ト
シ
傍
ラ
読

書
ヲ
授
ク

十
三
　
沿
革
略
及
ピ
　
文
久
元
年
開
業
明
治
五
年
学
制
領
布
二
至
り
廃
止
　
更
二
公
立
学

雑
事
　
　
　
　
校
ヲ
設
ケ
矢
部
氏
教
頭
二
任
用
セ
ラ
ル

十
四
　
調
査
セ
シ
事
実
計
数
二
関
ス
ル
年
代
　
　
明
治
三
年

明
治
十
六
年
六
月
三
十
日
調
　
　
　
調
査
者
氏
名
　
　
有
賀
逸
平

（『
長
野
県
教
育
史
』
第
八
巻
）

媛
堂
の
塾
に
学

ん
だ
者

で
明
治
初
年
村

の
中
堅
人
材
と
し

て
活
躍
し

た
者
が
多

い
。
子
弟
ら
が
そ
の
徳

を
し
の
ん
で
筆

塚
を
建

立
し

た
。

図3-72　 矢部嵯堂筆塚
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図3-73　 寺子屋師匠伊東太次兵衛利庸筆塚

(北殿庚申塚)図3-74　 寺子屋師匠桐亭良亮（木下周策）

筆 塚（久保公民館入 口）

寺
子
屋
師
匠

一
覧
表
（

空
欄
は
調
査
時
未

詳
）

師
　

匠
　

名
　
一
地
　
区

一
　
年
　
　
代

宇
沼

与
五
右
衛

門

両
　

角
　
平
　

学

小
　

沢
　

亀
　

春

矢
　

部
　

媛
　

堂

山

崎

清

兵

衛

伊

東

太

次

兵
衛

加 穂
藤 ＿
幸 局

右 尚
衛
門 啓

耳 征 清 高 有 清 加 松 松 赤 木 高

羽 下 木

誠 周 紋

沢
勘

太

沢
　
甚

木 賀 水 藤

作　　　 岩

太 光 三 太
衛

日

戸

伝

四

有 高 征 高 小 征 征 高

木
　
秀

矢

政

十

郎 範 郎 門 教 堅 郎 敏 治 郎 助 夫 作 策 三

矢

彦

右

衛
門

矢 木 島木
　

秀

賀

小

文

治 軒 衛 造 堂

南 田 田

殿 畑 畑

塩 北
ノ
井 殿

神
子
柴

田久 久

畑 保保

田 塩 大 神 南

ノ　 子　　
Ｘ μ　り

畑 井 泉 柴 殿

神
子
柴

塩
ノ
井

神
子
柴

塩
ノ
井

神
子
柴

南
　

殿

上

几
禄

元
文

文
化
－

文
政

文
久
－

明
治

寛
保
－

延
享

享
保
－

安
政

－

弘
化

－

嘉
永

安
永
－

明
治

－

明
治

享
和
－

明
治

１

明
治

文
化
－

明
治

享
和
－

明
治

寛
政
－

明
治

―
明
治

文
政
－

明
治

安
政

―
明
治

嘉
永

―
明
治

―
明
治

－

明
治

Ｉ

明
治

弟
子
数

四
〇
人一 六

-

一

一

二 七　　　　 七　　　 一 八　　　　 五〇　 位

備
　
　
　
　
　

考

高
遠
笠
原
の
浪
人

諏
訪

の
浪
人

辰
野
町
小
野
村
の
人

手
習
の
外
謡
曲
・
詩
歌
・
俳
諧

高
遠

の
浪
人
、
北
殿
の
筆
塚

手
良
沢
岡
へ
出
稽
古
に
赴
く

箕
輪
町
木
下

の
人
。
筆
塚
あ
リ

読
書

の
外
和
歌
も
教
え
る
。

墓
碑
に
経
歴
あ
り

桐
亭
良
亮
と
号
す
。
筆
塚
あ
リ

墓
碑

迪
斎
と
号
す
　

筆
塚
あ
り

習
字

・
謡
曲
、

真
白
と
号
す
、

徳
彿

あ
り

頌
徳
碑
あ
リ

習
字
・
和
歌
頌

金
剛
院
主
・
修
験
者

頌
徳
碑
あ
り
　

碁

筆
塚
あ
り
、
書
・
和
歌

俳
諧
宗
匠
　

東
春
近
へ
出
稽
古

読
書
・
和
歌
　

歌
碑
あ
り

金
剛
院
主
　

西
箕
輪
へ
出
稽
古

墓
碑
銘
あ
り
、
習
字
・
和
歌
・

おS
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穂 高 清　安

積
　

重
　

蔵

木 水

甲

太

作

太

高
　

尚

大

泉

啓 郎 部

南

殿

数
十

謡
曲

習
字

習
字
・
俳
句

「
伊
那
名
家
系
譜
」
に
事
蹟
あ

図3-75　 征矢真白碑

以
上

あ
げ

た
人

々
は
『
長
野
県
教
育
史
』
第
一
巻
、
『
上
伊

那
誌
人
物

篇
』
、
筆

塚
、
頌
徳
彿
、
墓
碑
銘

お
よ

び
聞
き
伝
え
等
に
よ

っ
た
。
生
家
、
生
没
月
日
や
教

授
内
容
詳

か
で
な

い
も
の
が
多

い
。
後
日
の
調
査
に
期
待
し
た

い
。

≒
　

奉
公
人
の
教
育

一
〇
歳
前
後
に
な
る
と
、
庶
民
の
子
弟
は
「
奉
公
」
に
出
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

跡
取
り
は
家
の
た
め
、
次
男
以
下

は
身
の
た
め
、
貧
家
の
子
弟
は
親
の
た
め
他
家

へ
奉
公
に
出
て
そ
こ
で
若
干

の
職

能
教
育
や
社
儀
作
法

を
教

え
ら
れ
た
。

商
家
へ
の
丁

稚
奉
公

、
職

人
の
家
へ
の
弟
子
奉

公
、
女
子

の
女
中
奉
公
等

で
、

多
く
は
年
季

を
切
っ
た
か
ら
年
季
奉
公

と
い
わ
れ
た
。
そ
こ
で
は
職
業
上
、

あ
る

い
は
社
会
生
活
上

の
知
識

・
技
能

・
作
法

等
に

お
け
る
「

一
人
前
」

へ
の
教
育
的

配
慮
が
あ
っ
た
か
ら
寺
子
屋
に
つ
ぐ
教
育
が
行
な
わ
れ
た
と
い
え
る
。

そ
れ
は
使
用
人
制
度
で
あ
る
と
同
時
に
各
職
業
仲
間
の
成
員
養
成
の
手
立
て
と

し
て
成
立
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
身
の
た
め
に
志
願
す
る
次
男
以

下
が
中
心
と
な
っ
た
。

丁
稚
奉
公
の
主
た
る
職
務
は
、
店
頭
の
雑
務
、
近
所
へ
の
使
い
走
り
、
奥
向
き

の
雑
用
等
で
あ
っ
た
が
、
夜
間
な
ど
業
務
の
余
暇
に
は
、
読
み
書
き
そ
ろ
ば
ん
学

習
の
機
会
が
与
え
ら
れ
た
。
商
人
と
し
て
の
能
力
が
身
に
つ
く
と
、
手
代

と
な

り
、
さ
ら
に
番
頭
（
支
配
人
）
等
に
昇
進
し
、
永
年
奉
公
を
勤
め
あ
げ
能
力
次

第

に

よ
っ
て
は
暖
簾

を
分
与

さ
れ
て
、
別
家
と
し
て
一
人
前

の
商
人
の
地
位
を
獲
得

す

る
こ
と
も

あ
る
。

元
禄
一
五
年

の
「
田

畑
村
宗
門
帳
」
に
よ
る
と
ｍ

畑
村
総
大
数
三
五
二
人
の
中

他
所

へ
出
て

い
る
者
三
八
入
、
そ

の
う
ち
江
戸
と
高
遠
へ
奉
公

に
出
た
者
九
人
と

あ

る
。
（
田
畑
も
ん
や
文
書
）

享
保
一
〇

年
の
北
殿
村
総
人
口
三
二
五
人
中

、
他

所
へ
出

て
い
る
者
三
〇

大
そ

の
う
ち
江

戸
奉
公
人
九
人
、
他
村

奉
公
及

び
村
内
奉
公

人
五
人
、

そ
の
他

奥
州
越

後
へ
稼
ぎ
に
出
た
者
八
入
と
あ
る
。
（
千
桐
屋
文
言

弟
子
奉
公
は
大
工

・
石
工

・
左
官
等
で
、

親
方
や
棟
梁

の
も
と
へ
弟
子

大
リ

す

る
の
で
こ
れ
ら
も
丁

稚
奉
公

に
準
じ
た
も
の
で
あ
る
。

弟
子

入
り
す
る
と
、

日
常

的
家

事
労
働
に
従

い
つ
つ
親
方

の
技
術
指
導
や
一
般

教

養
を
受

け
、

所
定
の
年
季
（
だ
い
た
い
Ｉ
〇
年
）
を
勤

め
あ
げ

て
一
人
前

の
職
人

と
な
り
、

親
方

か
ら
営
業

の
鑑
札

を
も
ら
い
、
仲
間

の
承
認

を
受
け
て
独
立
す

る

わ
け
で
あ
る
。
な
お
い
っ
そ
う
の
技
術
的
、
人
間
的
修
養

の
た
め
に
旅
に
出
る
こ

と

も
行

な
わ
れ
た
。
し

か
し
、
親
方
株
に

は
定
数
が

あ
り
、
親
方
に
な
る
門
は
狭

く
、
多

く
の
職
人

は
「
手
間
取
り
」
と
し
て
親
方
と
弟
子

の
中
間
層
と
し
て
の
職

入
層

を
形
成
し

た
。

女
中
奉
公

の
場
合
は
、
立
居
振
舞
、
諸
社
法
な
ど
家
庭
生
活
の
万
般
、
時
に
裁

お9
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縫
か
ら
読
書
、
手
習
い
、
和
歌
そ
の
他
高
い
教
養
ま
で
も
学
び
得
る
恵
ま
れ
た
教

育
を
受
け
る
例
も
あ
っ
た
が
、
農
村
に
お
け
る
女
中
は
大
部
分
貧
困
の
た
め
の
年

季
奉
公
で
、
家
庭
の
雑
事
を
手
伝
う
こ
と
が
主
で
教
養
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な

か
っ
た
。

ま
た
、
女
子
は
農
閑
期
に
な
る
と
村
内
の
和
裁
の
で
き
る
師
匠
の
家
に
通
っ
て

着
物
の
裁
ち
方
、
縫
い
方
を
習
っ
た
。
と
き
に
は
泊
り
込
み
で
他
村
の
師
匠
の
と

こ
ろ
へ
習
い
に
出
か
け
る
者
も
あ
っ
た
。

以
上
の
丁
稚
奉
公
、
徒
弟
奉
公
、
女
中
奉
公
や
和
裁
の
家
塾
に
よ
る
教
育
は
学

制
後
も
続
き
昭
和
初
年
ま
で
行
な
わ
れ
た
。

尚

若

者

制

度

寺
子
屋
へ
は
い
ら
な
い
者
も
寺
子
屋
を
退
い
た
者
も
一
人
前
の
村
人
に
な
る
た

め
の
教
育
機
関
と
し
て
の
は
た
ら
き
を
も
っ
た
者
に
若
者
制
度
が
あ
っ
た
。
こ
れ

は
江
戸
時
代
に
大
い
に
普
及
発
達
し
、
ほ
ぼ
全
国
的
に
わ
た
っ
て
存
在
し
た
と
い

わ
れ
る
。

本
村
に
お
け
る
状
況
に
つ
い
て
は
上
巻
民
俗
編
第
四
節
年
齢
集
団
二
若
者
、

三
娘
組
の
項
参
照
。

若
者
男
子
の
集
団
は
、
若
者
組
、
若
衆
組
、
若
者
連
中
、
若
連
（
殿
村
八
幡
宮

の
石

の
幟
枠

に
は
「
殿
若
連
」

と
あ
る
。
若
者
女
子

の
集
団

は
娘
組
、
女
組
、
娘

仲
間

な
ど
の
名
称
を
も
っ
て
い
た
。

若
者
集
団

は
い
わ
ば
労
働
集
団

と
し

て
村
自
治

の
一
翼

を
担

う

も

の

で

あ
っ

た
。
こ
の
集
団

へ
の
加
入

は
「
一
人
前
」
に
な

っ
た
こ
と
、
村

の
祭
事
へ

の
参
加

権
、
結

婚
権

の
承
認
」
等

を
意
味
し
、
村

の
若
者
に
と

っ
て

の
成
人
式
と
考
え
ら

れ
る
一
方
で
、
こ

の
組
織

を
通

じ
て
そ

れ
ら

の
権
利
執
行

の
た
め
の
教
育
訓
練
を

受
け

た
の
で

あ
る
。

3 如
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第
四
章
　

水

と
村

の
生
活

第
一
節
　
水
を
求
め
て

一
　

水
　

と
　

村

水
は
生
命
の
源
泉
で
あ
る
。
水
が
な
け
れ
ば
大
は
住

め
な

い
、

人
の
住

め
な
い

所
に

ム
ラ
は
成
り
た
た
な

い
。
水
の
湧
き
で
る
と
こ
ろ
、
水
を
近

く
に

求
め
ら
れ

る
と
こ

ろ
に

ム
ラ
は
お
こ
り
、
そ
し
て
水
を
よ
り
多

く
求
め
ら
れ
れ
ば
、
村

は
ひ

ろ
が
り
発
展
し
て

い
く
。

南
箕
輪
の

ム
ラ

ム
ラ
が
遠

い
昔
か
ら
営

々
と
続

い
て
き
て
、
今

日
か

お
る
と
い

う
こ
と
は
、
そ
こ
に
水
が
湧

き
で
て
お
り
、

水
を
ひ
い
て
く
る
こ
と
が
で

き
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
南
箕
輪
は
水
に
関
し
て
二

つ
に
分
け
ら
れ

る
。
そ

の

一
　つ

は
、
天
竜
川

の
段
丘

ぞ
い
の
久
保
・
塩
ノ
井

・
北
殿
・
南
殿
・
田
畑
・
神
子
柴

で
あ

る

。
こ
こ
は
天
然
の
湧
水
に
恵
ま
れ
て

い
た
地
域
で
あ
る
。
こ
の
村
々
で
さ
え
、

と
き
に
ひ
で
り
に

か
わ
き
、
天
竜
川

の
洪
水
に
悩
ま
さ
れ
、
飲
用

水
今
田
用

水
を

求

め
る
た
め
、
村

を
あ
げ
て
努
力
し
て
き

た
。
し

か
し
、
何
と

い
っ
て
も
、
こ
の

地
域

は
扇
状
地

の
突
端
に
位
置
し

て
い
た
の
で
用

水
は
豊

か
で
あ

っ
た
。

と

こ
ろ
が
、
も

う
一

つ
の
西
部
地
帯
は
、
扇
状
地

の
中
間
に
位
置
す
る

た
め
、

広
大

な
地
域
で

は
あ
っ
た
が
、
水
に
恵
ま

れ
ず

ム
ラ
に
な
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ

た
。
大

泉
・
沢
尻

が
か
ろ
う
じ
て
ム
ラ
と

な
っ
て
き

た
。
今
で
こ
そ
南
原
区

・
大

芝
区

・
北
原
区
・
中
込
区

な
ど
立
派

な
ム
ラ
が
で
き

て
い
る
が
、
戦
前
ま
で
長

い

長

い
間
、
人

の
住

め
る
所
で

は
な
か
っ
た
。
北
原
、
大
芝
原
、
中
野
原
と
称
し
て

原

っ
ぱ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
ん
な
西
部
地
域
に
古

く
か
ら
あ
っ
た
大
泉
や
沢
尻
で
は
、
田
用
水

ど
こ

ろ
か

飲
用

水
に
事
か
き
、
そ
の
水
を
求
め
る
苦
心
惨
胆
の
あ
と
は
、
今

か
ら
想
像

す
る

こ
と
も
で
き
な
い

ぼ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。
大

泉
の
古
文
書
に

は
用
水
と
記

さ
ず

「
養
水
」
と
記

し
て
い
る
も
の
が
多

い
の
も
生
命

を
養

う
水

の
実
感

か
ら
で

あ
る

遠
く
古
く
人
が
住
み
つ
い
た
ム
ラ

か
ら
江
戸
時
代

の
村

へ
と
時

が
た
つ
に
従

っ

て
、
よ
り
多
く
の
水
が
求
め
ら
れ
た
。
大

泉
川

を
は
し
め
村

々
の
ど
の
沢

か
ら
も

永
を
ひ
い
て
、
利
用

し
う
る
水
は
利
用

し
て
き
た
。
中

で
も
五

か
井

堰

と

天

竜

、

井
、
さ
ら
に
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
の
西
天

竜
井

は
、

こ
の
地
域

の
人

々
の
水

を
求

め
る
念
願
の
こ
も

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
こ
で
は
そ
れ

ぞ
れ
の
時
代

に
、
き
び
し
い
自
然

と
社

会
の
条
件

の
中
に

あ
っ

て
、
そ
れ
ら
難
事
業
と
と
っ
く
ん
だ
汗

の
歩
み

の
跡
を
次
の
順
序
で

た
ど
っ
て
み

第
一
に
西
部
地
帯
（
台
地
）
の
水

第
二
に
段
丘
ぞ
い
の
村
々
の
水

第
三
に
遠
く
か
ら
求
め
た
水
（
西
天
竜
・
奈
良
井
川
ほ
か
）

第
四
に
水
道
の
水

一

一

西
部
地
帯
（
台
地
）

の
水

Ｈ
　

大
泉
村
の
渇
水
状
況

１
　

井
　
　

戸

西
部
地
帯

の
大
泉
は
水
の
乏
し

い
所
で
あ

っ
た
。
「
大
泉
村
渇
水

二
付

キ

御

代

々
差

シ
上
ゲ
候
願
イ
書
目
録
」

呈

永
七
年
中
宿
文
書
）
に

よ
る
と
、
江
戸

時

代

初

討j
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期

か

ら

の
様

子

を

か

な

り
詳

細

に

知

る

こ

と

が
で

き

る

。

脇
坂
淡
路
守
様
御
代
用
水
不
足

二
付
キ
願
イ
奉
リ
候
得

バ
当
村

二
三
ヵ
所
井
戸
仰

セ
付

ケ

ラ

レ
深
サ
十
三
、
四
尋
モ
掘
り
申

シ
侯
得
共
水
出
デ
申
サ
ズ
候

飯

田

城

主

脇

坂

氏

が

こ

の
地

を

治

め

た

の

は
、

今

か
ら

約

四

〇

〇

年

も

前

の
元

和

三

年

（

口
（

Ｉ
言

か

ら

筧

文

一

一
年

（
一

六
七
一
）

の

江

戸

初
期

約

五

〇

年

間

で

あ

る

。

こ

の

こ

ろ
刑

水

が
不

足

し

た

の
で

、

お

願

い
し

て

三

か
所

の
井

戸

を

掘

っ

た

。
十

三

四

尋
（
二
二
ｍ
）

も
深

く

ば
っ

た

が
、

水

は
出

て

こ

な

か

っ

た

。

２
　

井
　
　

堰

同
中

務
少
輔
様
御
代

六
拾
年
余
以

前
当

村
北

ノ
（

ズ
レ
筋

二
新

堰
御
普
請
遊
バ
サ

レ
下
サ

レ
候

工
共
水
届

キ
申
サ
ズ
候

井

戸

を

掘

っ
で

も
出

な

い
ま

ま

、
渇

水

に

い

よ

い

よ
苦

し

ん

で

い

た

。
当

時

大

泉

新

田

が

分
村

し
（
慶

寥

刀
年
）
、

大

泉
宿

が
北

殿

へ
下

っ

た
（
慶

安
二
年
）
直

後

の
、

承

応

三

年

（
一
六
五
四
）

か
ら

飯

田

城

主

は
こ

の
中

務

少

輔

に

な

り

、

新

し

く

村

の

北

の

は

ず

れ
に

井

堰

を

つ

く

っ

て

く

れ

た

が
、

や

は

り
水

は
届

か
な

か

っ

た

。

脇

坂

氏

は
兵

庫

県

の
竜

野

へ
移

っ

て
、

大

泉

は
幕

府

領

と

な

っ

た

。
代

官

の
設

楽

源

右

衛

門

も

、

井

堰

ば

た

の
立

木

が

水

を

吸

っ
て

し

ま

う

か

ら

と

、

井

の
近

辺

の
立

木

を

伐

り

除

い
た

が

、

や

は

り

水

は

届

か

な

か

っ
た

。

大

泉

新
田

が

井

端

に

新

田

を

造

っ
で

あ

っ
た

の

で

、

そ

れ

は
取

り

潰

さ

せ

た

の

も

こ

の

時

で

あ

っ
た

。

再

び

私

領

の

板

倉

領

と

な

り

、
元

禄

七

年

（
一
六
九
四
）
に

新

し

い

井

筋

を

造

る

こ

と

を

考

え

た

が

、
御

見

分

の
結

果

場

所

が

な

い

の

で
、

や

む

な

く
今

ま

で

の

井

筋

を

掘

り
替

え

て

く

だ

さ

っ

た

が
、

ど

う
し

て

も
水

は
届

か

な

か

っ

た

。

板
倉
頼
母
様

ノ
代

十
七
年
以
前
戌
ノ
年
溝
筋
掘

り
替

工
御
普
請
遊

バ
サ

レ
下
サ
レ
候

工
共

水
届

キ
申
サ

ズ
候

こ

の

よ

う
に

し

て
世

は
江

戸

時

代

初

期

か
ら

中

期

と

な

り

、

私

領

の
と

き

も

幕

府

領

の
時

も

、

領

主

も

村

人

も

一
体

と

な

っ
て

、

求

め

に

求

め

た

水

だ

っ
た

が

、

渇

水

は
依

然

と

し

て

続

い

た

。

元

禄

コ

ー
年
（

二
（

九
九
）
大

泉
村
か
ら
だ
さ
れ
た
次

ぎ

の

文

書
、
「
恐

レ

ナ

ガ
ラ
書

キ
付
ヶ

ヲ
以
テ
御
訴
訟
申

シ
上
ゲ
候
事
」
（
中
宿
文
書
）
に
よ

っ
て
、

当
時
　

馳

の
大
泉

の
渇
水
状
態

を
記

す
と
次

の
よ
う
で

あ
っ
た
。

大
泉

は
先
年

か
ら
渇
水
で
、
五
月
中
ご

ろ
か
ら
八
月
ま
で
飲
み
水
が
ほ
と
ん
ど

な
い
。
農
作
物

の
作
付
け

を
す

る
に
も
、
二
1
1も
隔
て
た
南
殿
や
北

殿

へ

い

っ

て
、
人
馬
で
汲
み
上
げ
、
飲
み
水
に
し
、
ま
た
こ
や
し
ご
し
ら
え
を
し
て
い
る
。

そ

れ
で
他
村
で
一
人
作
の
場
所
が
、
大
泉
で
は
二
人
で
な
け
れ
ば
作

れ
な
い
。
一

一
月
中
ご
ろ
か
ら
二
月
中

ご
ろ
ま
で
の
冬
期
間

は
、
四
1
1も
あ
る
井
筋

が
凍
上

っ

て
、
水
は

Ｉ
切

な
く
な
っ
て
し

ま
う
。
そ
こ
で

ま
た
北
殿
や
南
殿

ま
で

い
っ
て
汲

み
上

げ
て
き
て
人
馬
に
給
す

る
の
で
、
冬

か
せ
ぎ
を
し
た
く
て
も
で
き
な

い
。
こ

の
よ
う
に
し
て
夏
も
冬
も
か
せ
ぎ
が
で
き
な

い
の
で
、
百

姓
は
別
し
て
衰
え
て
い

る

。ま
た
、
大
泉
に
は
田

が
一
枚
も
な
い
畑

ば
か
り
の
村

で
あ
る
。
も

っ
と
も
水
帳

に

は
「
下
田

二
反
五
畝
拾

六
歩
」

あ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
が
、
作
付
け
時

か
ら

水

が
な
い
の
で
、
植
付
け

が
で
き

ず
畑
に
し
て
あ

る
。
し

か
し
、
年
貢
は
田

年
貢

を
納

め
て
き

て
い
る
。
い
つ
の
日

か
田

に
も
ど
し
た

い
が
、
渇
水
の
村
に
そ
の
見

込
み
は
な

い
。
水
気
が
な

い
と

い
う
土

地
で
は
、
田

を
田
に

で
き
な
い
ば
か
り
で

な
く
、
畑
作
に
も
差
し
支
え
が
あ
る
。
大

泉
の
畑
作

は
他
村

よ
り
も
、
風

の
害
や

ひ
で
り
の
害
を
う
け
や

す
い
。
と
く
に
近
年

は
猪

鹿
が
で

て
来
て
大
分
作
物

を
荒

し
回

り
迷
惑

し
て
い
る
。

そ
の
上
、

一
度
火
災

が
起
こ

る
と
、
消
火
が
不

充
分
の
た
め
、
つ
い
大
火
に
な

っ

て

し

ま

う
。

七
年
前

の
酉
年
（
元
禄
六
年
）
の
六
月
と
翌
戌
年
の
七
月
、
二
度
も

大
火
が
あ

っ
て
村
の
大
方
が
焼
け
て
し
ま

っ
た
。
し
か
し
そ
の
年
の
年
貢

や
諸
役

は
、
火
災
に
あ

わ
な
い
者
で
負
担
し
た
の
で
、
村
中
火

災
に

あ
っ
た
も
の
も
幸
い

に
免
が
れ
た
者
も
、
と
も
に
弱
リ
き
っ
て
い
る
。

右
の
と
お
り
で
、
百

姓
は
困
窮

し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
少

々
よ
い
耕
地

は
他
村
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へ

売

り
渡

し

た

の

で
、

残

っ

た
耕

地

は
収

穫

の
少

な

い
や

せ

地

ば

か
り

に

な

っ
て

し

ま

っ

た

。

た

だ
今

ま
で

に

九
軒

の
百

姓

が

成

り

た

た
な

く

な

り

、

江

戸

等

へ

奉

公

に

で

た
者

が

男

女

で

六

一
人

も

あ

る

。

村

に

残

っ
た

者

ば

か
り

で

諧

役

を

勤

め

て

い

る

。
今

度

お
国

替

え

で

年

々

の

お
米

を
残

ら

ず

取

り

立

て
ら

れ

た

の
で

、

今

た

べ

る

も

の

も

な

い
困

窮

状

態

で

あ

る

。

こ

れ

が
元

禄

コ

ー年

（
一

六
九
九
）
江

戸

中

期

の
大

泉

の
状

態

で

あ

っ

た

。

…
…
其

ノ
上

此
ノ
度
御
国
替

二
付

キ
年

々
ノ
御
米

ヲ
残
ラ

ズ
御
取

り
立
テ
遊

バ
サ

レ
侠
故

別

シ
テ
困
窮
仕

り
当
作
食
御
座
無

ク
何
共
迷
惑
仕

り
候
恐

レ
ナ

ガ
ラ
此
ノ
旨
聞

コ
シ
召

シ

上

ゲ
サ
セ
ラ

レ
御
救
イ
遊

バ
サ

レ
候
様

二
願
イ
奉

り
候
以
上

元
禄

十
二
年
卯
五
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
州
伊
奈
郡
箕
輪
價
大
泉
村

名
主
　

惣
四
郎

問
屋
　

吉
兵
衛

組
頭
　

忠
三
郎

御
代

官
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
百
姓

（
中
宿
文
書
）

板

倉

私

領

か

ら
幕

府

領

に

な

っ

た
当

時

、

大

泉

は
よ

く
よ

く
水

に

苦

し

ん

だ

の

か
、

翌
年

元

禄

一

三
年

二

七
〇
〇
）
に

も

、

替

わ

っ

た
代

官

辻

六
郎

左

衛

門

に

、

同

一

趣

旨

の

お
願

い

を

し

て

い

る

。

こ

の
年

は
北

殿

や

南

殿

か
ら

人

馬

で

汲

み

上

げ

て

い
た

水

が
、

水

量
不

足

の

た

め

こ

と

わ

ら

れ

て
し

ま

っ

た

の
で

、

四

ｈ

も

遠

い
所

に

あ

る
井

口

（
大

泉
川
上
流
）

か

ら
汲

み
運

ば

な

け

れ

ば

な

ら

な

く

な

っ

て

い
る

。

こ

こ

で

名

主
以

下

の

村
役

人

の

訴

え

て

い

る
、

大

泉
村

の
困

窮

の
原

因

は
、

や

は

り

渇

水

で

、
夏

も

冬

も

飲

み

水

ば

か

り
に

か

ま

け

て

い

て
、

承

知

し

な

が

ら
耕

作

は

粗

末

に

な

る

の

で
不

作

が

続

き
、

冬

稼

ぎ

も

で

き

な

い

か

ら

だ

と

し

て

い

…
…
大

泉
村

之
儀
余
村

に
勝

れ
困
窮
仕

り
候
子
細

は
第
一
畑
方
斗
り

の
悪
地
殊
に
渇
水
故

に
て
御
座
候

六
七
月

そ
う
や
く
最
中
の
砺
と
冬
稼
ぎ
を
も
仕
り
侯
節
は
村
中

の
も
の
呑
水

斗

り
に
仕

り
存

じ
な
が
ら
耕
作
も
釘

末
に
稼
ぎ
も
罷
ら
ず
成
り
侯
故

年
々
不

作
仕
り
百

姓

衰
え
申
し
候

（
中
宿
文
書
）

荘
［［（

を
掘

っ

た

が
水

は
出

な

い

。
新

堰

を

掘

ろ

う

と

し

た

が
場

所

が

な

い

。
や

む

な

く
既

有

の
井

堰

の
大

修

理

を
領

内

の
人

足

で

井

口

か
ら

「

四

拾

町

三

拾

回

余

」

も

行

な

っ

た

が
、

夏

冬

は
水

が

届

か
な

い
。

万

や

む

を

得

な

い

の
で

井

口

か

ら

俎

上

樋

に

し

て

く

だ

さ

い
と

願

い
で

た

。
あ

ま

り

に

も

長

い
井

筋

で

あ

り

途

中

に

は

山

腹

を
横

切

る
難

所

も

あ

る

の
で

、

漏

水

が

こ

と

の
ほ

か
多

く

、

効

果

が

あ

が

ら

な

か

っ

た

。

３
　

大

泉
川

の

締

め
切

り

そ

の

こ

ろ
飯

島

の
旅

宿

に

幕

府

の
御

巡

見

様
（
民
情
査
察

の
お
使

い
）
が

み

え

た

。

そ

こ

へ

さ

し

あ
げ

た
願

い
書

に

よ

る
と

、

当

時

の
代

官

が

大

泉

川

を

締

切

る

と

い

う
試

み

を

し

た

こ

と

が
記

さ

れ

て

い

る

。
窮

余

の

一

策

で

は

あ

っ
た

ろ

う

が

、
ち

ょ

っ
と

考

え

ら

れ

な

い

よ

う

な
方

策

で

あ

る

。

そ

れ
に

よ

る

と

ま

ず

大

泉

村

の
窮

状

を

の

べ
、

代

々

の

お
役

人
様

に

お
願

い
し

て

き

た
経

過

を
記

し

、

つ

い
で

去

年

辻

六

郎

左
衛

門

様

に

訴

え

た

。
何

と

し

て
も

水

が

届

く
よ

う

に

と

、

手

代

の
飯

山

半

平

の

指
図

で
、

大

泉
川

三

か
所

を
掘

り
切

っ

て
み

た

ら
、

地

底

「
九

尺

～

七
尺

」

の

所

を

水

が

通

っ
て

い
た

。

そ

こ

で
幅

「
五

十

間

」

も

横

に

掘

り
割

っ

て
締

め
切

っ
た

ら

水

が

上

が

っ
て

く

る

だ

ろ

う

と
見

分

さ

れ

た

。

恐
れ
な
が
ら
書
付

け
を
以

て
願

い
奉

り
候
御

事

討3

去
年
辻
六
郎
左
衛
門
様
に
右
の
訳
御
訴

訟
申

し
上
げ
候
処
に
何

と
も
水
相
届

き
候
様
に
仰

せ
立
て
ら
れ
下

さ
る
べ
き
旨
御
意
遊
ば
さ
れ
侯
。
則

ち
御

手
代

飯
山
半
平
殿
御
差
図
に
て

大
泉
川
原
三
か
所
掘
り
切
り
見
申
し
候
え
ば
地
底
九
尺
或

い
は
七
尺
底

を
水

通

り

申

し

候
。
水
漏
り
候
に
紛
れ
之
無
く
飲
間
、
川
筋
に
て
幅

五
十
間
余
横
に
掘
り
割
り
／

切
り
候



第 ４章 水 と村の生活

わ
ば
水
上
り
申
す

べ
く
と
見
分
成
さ
れ
飲
。
此
の
段
拙
者
共
も
能
く
御
座
候
ら
わ
ん
と
存

じ
奉
り
候
え
ど
も
、
困
窮
仕
り
候
村
に
御
座
候
え
ば
、
自
力
に
叶
い
難
く
迷
惑
仕
り
候
。

何
と

ぞ
御
慈
悲
を
以
て
仰
せ
さ
せ
ら
れ
下

し
置
か
れ
候
わ
ば
有
難
く
存
じ
奉

る
べ
く
侠
。

以
上

信
州
伊

那
郡
大
泉
村
惣
代

元

禄
十
四

年
已

四

月
廿
二
日

御

巡
見
　
御

奉
行

衆
中

様

名
主

問

屋
与
頭

小

兵

衛

吉
右
衛

門

平
右
衛
門

（
中
宿
文
言

こ
の
お
願
い
の
結
果
は
、
正
徳
六
年
（
一
七
コ
（
）
に
御
巡
見
様
に
出
し
た
願

い
書
に
よ
る
と
ツ
江
戸
表
か
ら
き
て
委
細
を
見
分
し
て
、
勘
定
所
か
ら
金
を
下
さ

る
こ
と
に
な
り
聞
き
届
け
ら
れ
た
。

元
禄
一
四
年
（
一
七
〇
一
）
に
い
よ
い
よ
大
泉
川
原
を
締
め
切
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
大
泉
川
は
平
常
水
の
な
い
静
か
な
川
原
で
あ
る
が
、
一
度
大
雨
が
降
れ
ば
ご

う
ご
う
と
音
を
た
て
て
石
砂
の
流
れ
る
荒
れ
川
で
あ
る
。
こ
の
締
め
切
っ
た
掘
割

り
も
た
ち
ま
ち
押
し
埋
ま
っ
て
、
念
願
の
水
は
少
し
も
上
が
っ
て
来
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
結
果
は
大
泉
村
の
住
人
の
誰
し
も
予
想
の
で
き
る
こ
と
で
は
あ
っ
た

が
、
万
に
一
つ
の
期
待
を
こ
め
た
こ
の
試
み
も
大
失
敗
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
。

恐
れ
な
が
ら
書
付
け
を
以
て
願
い
上
げ
奉
り
候
御
事

・

一

ａ

一

－

一

一
池
田

新
兵
衛
様
御
支
配

の
節
念
比
に
御
見
分
遊

ば
さ
れ
願

い
書
御
取

り
遊

ば
さ
れ
御
公

儀
様
へ
仰
せ
上
げ
ら
れ
下

さ
れ
候
御

事

一
辻
六
郎
左
衛
門
様
御
支
配

に
右
新
兵
衛
様

よ
り
御
願

い
次

ぎ
に
遊

ば
さ

れ
下

さ
れ
又

に

願
い
書
差
し
上
げ
候
所

に
十

五
年
以
前
巳
年
御
巡
見

の
節
井
堰

の
儀
御
江
戸
表
よ
り
御

聞

き
及

び
遊

ば
さ
れ
候
由
に

て
前

の
者
共
召
し
出
さ

れ
御
案
内
申
し
上
げ
委
細
御
見
分

に
入

れ
奉

り
候
所
如
何
様
に
望
み
候
哉
普
請

の
趣
意
に
書
き
上
げ
候
様
に
仰
せ
付
け
さ

せ
ら
れ
候
故

大
泉
川
を
／
切

に
遊
ば
さ
れ
下

さ
れ
候
様

に
書
き
付

け
差

し
上
げ
申
し
候

え
共
御
帰

府
以

後
御
勘
定
所

よ
り
見
口

御
入
用
御
拝
領
仕

り
則
ち
辻
六
郎
左
衛
門
様
御

手
代

衆
御
奉
行

に
て
／
切

り
に
仕
り
候
え
共

、
川
筋

さ
か
し

き
山
沢
に
て
御
座
儒
間
、

早
速
押
し
埋
め
水
上
り
申

さ
ず
候
御

事
…

…
…

正
徳

六
年

申
三
月

（
中
宿
文
書
）

こ

の
新

し

い
試

み

、

そ

れ
も

江

戸

表

か
ら

の
御

入

用

と

御

奉

行

の
指

図

で

の
大

事

業

も
、

空

し

く
終

わ

っ

て
し

ま

っ

た

。

４
　

漏
　
　
　

水

大

泉

が

南

北

に

長

い
春

日

街

道

沿

い

の
村

で

あ

っ
た

こ

と

は

、

水
不

足

を

一

層

助

長

し

た

。

い

つ
ご

ろ

か
ら

大

泉

が

こ

の
自

然

の

地
形

に
反

し

た
横

長

に

な

っ
た

か
、

は

っ
き

り

し

た

記

録

は

な

い
。

し

か

し

少

な

く

も

、
江

戸

の

ご

く

初
期

に

春

日

街

道

が

通

ず

る

よ

う

に

な

り

、

大

泉

宿

の

町

割

が

な

さ

れ

た

と

き

は
、

確

か
に

街

道

沿

い

の
南
北

の

村

と

な

ら

ざ

る

を

得

な

か

っ

た

。
自

然

に

流

下

す

る

水

を
、

南

北

に

軒

を

つ
ら

ね

た

家

々

に
公

平

に

流

す
に

は
、

多

く

の
分

流

を
要

す

る

。

す

る

と

そ

れ

だ

け

よ

ど

ん

で
漏

水

も
多

く

な

り
、

た

だ
で

さ
え

水

不

足

の
村

が
、

一

層

水
不

足

に

悩

ま

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

大

泉

の

水
不

足

は

こ

の
漏

水

に

あ

る

。
途

中

で

漏

水

す

る
大

泉

川

と

同

じ
く

、

ど

ん

な
に

力

を

入

れ

て

も
、

大

泉

の
井

堰

は
漏

水

し

て

し

ま
う

。
扇

状

地

の
中

腹

に

あ

る

こ

の
宿

命

と

も

い

う

べ

き
漏

水

の
現

象

に

、

古

く

か
ら

悩

ま

さ

れ
て

き

た

大

泉

の

人

々

は
、

そ

れ

を
神

様

に

ま
で

結

び

っ
け

て

い

る

。
大

和

泉

神

社

の
神

様

が
、

殿

村

の

八
幡

様

の
呼

び

か
け

に

も

か

か

わ
ら

ず
、

水

掛

け

に

い

か
な

か

っ
た

の

で

あ

る

と

。
（
民
話
参
照
）

途

中

の
漏

水

は
ひ

ど

い
も

の
で

苦

労

の

た
ね

で

は
あ

る
が

、

大

泉

の
人

々

は
こ

の
井

筋

、
「

四

拾

町

参

拾

開

」

の

上
井

に

水

を

求

め

、

ひ

た

す

ら
に

こ

の
井

筋

に

頼

っ

て
来

な

け

れ

ば
な

ら

な

か

っ

た

。

討4



水を求めて第１節

に〔
〕‥
　
大
泉
の
井

堰

１
　

下
　
　

井

田
　

下
井
の
成

立

大
泉
に
、
草
分
け
時
代
か
ら
水
が
な
か

っ
た

わ
け
で
は
な

い
。
水
の
な

い
所
に

ム
ラ
が
で
き
る
は
ず
が
な

い
。
古
伝
に
よ
る
と
大
泉
も
そ
の
昔
は
、
大
泉
川

ぞ
い

の
東
西
の
村
で
あ

っ
た
と
い
う
。
当
時
は
そ
こ
の
大

泉
川

ぞ
い
に
湧
水
も
あ
り
大

泉
川
の
永
も
そ
の
辺
（
尾
泉
と
い
う
名
）
ま
で
は
流
れ
て
来
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ

る
。
こ
れ
ら
の
水
が
不

足
し
て
き
て
、

も
っ
と
上

流
の
大

泉
川

か
ら
引

水
し
た
の

が
、
こ
の
下
井

で
あ
っ
た
。

下
井

は
、
大

泉
の
古

い
井

堰
で
、
現
在

の
吹
上
地
籍

で
取

水
し
、
大

泉
新
田

の

下

の
段

を
通

っ
て
、
大
泉
に
通
水
し

て
い
る
井
堰
で

あ
る
。
江
戸
時
代
初
期
以
前

の
ム
ラ
が
、
多
く
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
鍬
一
本
で
開
き
耕
す
程
度

の
生
活

を
、
こ
の
下
井
に
よ
っ
て
、
ず
っ
と
長
く
続
け
て
き
た
。

江
ド
幕
府
が
成
立
し
て
平
和
が
訪
れ
た
後
に
、
多
く
の
村
々
で
井
堰
が
設
け
ら

れ
た
が
、
こ
の
下
井
は
そ
れ
よ
り
以
前
か
ら
ひ
か
れ
て
い
た
。
ま
だ
大
泉
新
田
も

吹
上
新
田
も
村
づ
く
り
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
上
流
に
村

が
な
か
っ
た

の

で
、
特
別
の
紛
争
も
な
か
っ
た
の
か
、
古
い
記
録
に
も
下
井
の
成
立
に
ふ
れ
て
い

る
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。

大
泉
村
履

歴
書

…
…
南
箕
輪
村
第
五
番
地
図

ノ
土
地
（

慶
長

年
中

大
泉
村
ヲ
以

テ
宿
駅

二
仰

セ
付

ケ
ラ

レ

Ｘ
　１
　４
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

－
　
　
　
　
　
　
　
　な
お

侯
先
ヨ
リ
大
泉
川
ヲ
引

キ
来
り
用

水
ト
シ
村
落

ヲ
ナ
セ
シ
モ
猶
其

ノ
際
厳

二
修
繕

ヲ
加

へ

用

水
路
保
護

ノ
タ
メ
其

ノ
井
筋

二
添

ツ
テ
開
拓
仰

セ
付

ケ
ラ

レ
ク
ル
土
地

ナ
ル
ガ
故

二
用

水
揚
ゲ
ロ

ヨ
リ
本
耕

地
二
至

ル
マ
デ
別
紙
図
面

ノ
如

夕
方
今

二
至

ル
モ
変
換

ナ
サ

ヌ
用
水

路
へ
添

ウ
モ
ノ
ニ
之
有

り
候
御
事
…
…

明
治

二
十

二
年

二
月

（
塩

ノ
井
大
東
文
書
）

こ
れ
が
下
井

の
成

立
を
記
し

た
唯
一

の
記
録
で

あ
る
。

こ
こ
に
慶
長
年
中

二

五
九
六
－

一
六
一
五
）
大
泉

宿
が
で

き
た
以
前

か
ら
下
井
か

お
り
、

そ
れ
に

そ
っ
て

村

が
発
展
し

た
こ

と
が
記

さ
れ
て
い
る
。
な

お
、
「
下
井

」
と
呼

ば
れ
る

よ

う

に

な

っ
た
の
は
、
元
禄

初
年
（

二
（

八
八
ご
ろ
）
に
新
し

く
上
流

か
ら
取
水

す
る
井
堰

が
で

き
て
「
上
井
」

と
呼

ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
で

あ
る
こ
と
も
記

さ
れ
て

い
る
。

こ

の
よ
う
に
下

井

は
大
泉

の
往
古

か
ら

の
大
切
な
井
堰
で

あ
り
水
田
も
少
し

あ

り
「
古
田
」
と
称

さ
れ
て

い
た
。
し

か
し
、
飲
水
に
も
不

足
す

る
状
態
で

は
、
や

む
な
く
畑
に
せ

ざ
る
を
え
な

い
。
最
も
古

い
承
応
二
年
（
一
六
垂
二
）
の

検

地

の

時
は
、
す
で
に
畑
に
な

っ
て

い
た
。

承
応
二
已
年
　
脇
坂
中
務
少
輔
様
御
検
地

一
、
下
田
畑
成
　
弐
反
五
畝
拾
歩
　
　
壱
石
三
斗
代

分
米
三
石
三
斗
一
升
九
合

（
中
宿
文
書
）

古

地
図

に
よ
る
と
そ
の
古
田

は
、
現
在
白
木
屋
東

脩
の
大

わ
か
さ
れ
の
下

で
、

古

い
字
で
飛
石

あ
た
り
の
地
で
あ
る
。

こ

の
後
上
井

が
で

き
て
、

よ
う
や

く
こ

の
畑
に

な
っ
て
い
た
古
田

が
、
本
来

の

田
に
復
し

た
の
か
、
元
禄

コ

ー年
（

二
（
九
九
）
の
「
大
泉
村
分
米
帳
」
に

は
「
下

田
弐
反
五
畝
一
六
歩
」
が
記

さ
れ
て
い
る
。

大
泉
村
分
米
帳
　
　
　
　
　
　
　

信
州
伊
奈
郡
箕
輪
領
大
泉
村

一
高
五
百
九
拾
九
石
弐
斗
九
升
六
合
　
此
反
別
五
十
五
町
壱
反
拾
壱
歩

内
高
三
石
三
斗
壱
升
九
合
　
　
　
　
　
田
方

高
五
百
九
拾
五
石
九
斗
七
升
七
合
　
畑
方

此
訳
　
一
、
下
田
　
弐
反
五
畝
拾
六
歩
　
分
米
三
石
三
斗
壱
升
九
合
　
十
三
盛

（
中
宿
文
書
）

そ
の
後
大

泉
で
は
総
高
は
ふ
え
て
き
て
い
る
が
、
田

は
こ
れ
よ
り

も

増

え

な

討5



第４章 水と村の生活

図4-1　 下井と上井の合流左 側から下井 が上井に落ち る

か

っ
た

。

元

禄

か
ら

一

〇

〇

余

年

の

後
天

保

五

年

二

八
三
四
）
の
「

大

泉

村

明

細

帳

」

で

は
コ

ー反

壱

畝

九

歩
」

と

む

し

ろ
減

少

し

、

収

量

も

「

八
斗

代

」

と

な

っ

て

は

る

か
に

低

く

見

積

も

ら

れ

て

い
る

。

天

保
五
午
年
　

松
平
丹
波
守
様
御
検

地

一
、
下

田
弐
反

壱
畝
九
歩

八
斗
代
　

分
米
壱
石
七
斗
四
合

（
中
宿
文
書
）

下

井

と

上
井

を

も

っ
て

し

て

も

、

右

の
よ

う

に
江

戸

時
代

を

通

じ

て

、

大
泉
村
は
「
皆
畑
」
の
村
で
、
畑
作
と
し
て
稗
・
粟
・
大
豆
等
を
主
作
と
す
る
村

で

あ

っ

た

。

）

下
井
の
水
論

こ
の
下
井
は
上
流
に
村
が
な
か
っ
た
の
で
、
江
戸
時
代
初
期
は
平

穏

で
あ

っ

た

。
と

こ

ろ

が
寛

延

四

年

二

七
五
一
）
に

な

っ
て

吹

上

村

と

争

論

が

起

こ

っ
た

。

恐

れ
な
が
ら
書
き
付
け
を
以
て
願

い
上
げ
候
御
事

一

、
此

の
度
拙
者
共
呑
水
用
水
下
井
普
請
致
し
侯
処
吹
上
村
六
つ
か
敷
、
申
し
掛
け
内
済

仕
ら
ず
候
御
事

（
中
宿
文
書
）

こ
の
む
ず
か
し

い
こ
と
と

い
う

の
は
、
そ

の
年

の
八
月
大
洪
水
で
日
ご

ろ
水

の

な
い
大
泉
川

が
満
水
に

な
り
、
下
井

の
楊
げ
口
が
大
破
し

た
。
そ
こ
で
枠
を

た
て

て
修
繕
し
、
平
常

も
折

々
井
口

が
切

り
崩

さ
れ
て
水
が
届

か
な

い
こ
と
が
あ

る
の

で
、
毎

日
水
番
人

を
だ
し

て
守

っ
て
い
た
。
そ

の
井

の
揚
げ
口
を
誰

か
が
外
し
て

し

ま
う

。
番

人

を
お

く
と

そ

の
時

は
外

さ

な

い
が

、

番

人

が

い
な

い
と

外

し

て

し

ま
う

。
井

口

ま
で

大

泉

か
ら

半

里

余

も

遠

い

の
で

人

足

も

続

か

な

い
。

吹

上

村

へ

人

を
遣

し

て

談

判

し

て

み

る

が

、

犯

人

は

吹

上

村

と

は

限

ら

な

い
な

ど

と

申

し

て

ら

ち

が

あ

か
な

い

。

井

口

へ
枠

を

入

れ
て

む

や

み

に

外

さ

れ
な

い
よ

う

に

し

た

い

の
だ

が

、

井

口

付

近

に

御

田

地

の

あ

る
吹

上

村

は
、

い

っ
こ

う

に

立

ち

会

わ
な

い
。

い
く

ど

も

大

を

遣

わ
し

て

も

、

吹

上

村

境

よ

り

枠

は
も

ち

ろ

ん
杭

一

本

も

入

れ

さ

せ

な

い
、

な

ど

わ
が

ま

ま

を

い
う

。

大

泉

村

始

ま

っ
て

以

来

の
こ

の
古

い
井

筋

を

、

吹

上

村

が

支

配

が

ま

し

い
こ

と

を

い
う

の
は

何

か
下

心

が

あ

っ
て

の

こ

と

の

よ

う

で

あ

る

。

そ

も

そ

も

こ

の
下

井

は

飲

用

水

路

で

あ

っ
て

、

吹

上

村

地

内

に

少

々

か

か

っ
て

も

、

普

請

を

す

る

と

き

は

前

々
か

ら

大

泉

村

が

存

分

に

扱

っ
て

き

た

も

の

で

、

い

ま

だ

か

つ
て

吹

上

村

が

差

し

障

り

な

ど

申

し

た

こ

と

は

な

か

っ
た

。

今

度

の

こ

と

は
井

桁

が

大

破

し

た

の
で

枠

を

入

れ

、
井

口

に

水

門

を
造

る

だ
け

の

こ
と

で

あ

る

。

こ

こ

で

大

泉

村

の
水

不

足

の
実

情

を

、

水

を

遠

く

か

ら
汲

み

運

ぶ

こ

と

や
雪

を

と

か
し

て

ま

で

水

を

給

し

て

い
る

こ

と

を

つ
ぶ

さ

に

の
べ

、

他

の

こ

と

と

ち

か

っ

て

飲

用

水

の
こ

と

な

の
で

片

時

も

す

て

て

お

け

な

い
。

人

馬

が

飢

え

る

ば

か

り

で

な

く
火

の
用

心

も

ご

く
悪

く

な

る

。

右

の
段

々
聞
し
召

さ
せ
ら

れ
御
慈
悲
に
吹
上
村
召
出

だ
さ
せ
ら
れ
故
障
申
さ
ざ

る
様
に

仰
せ
付
け

さ
せ
ら

れ
下
し
置

か
れ
候
様
に
幾
重
に
も
願

い
上
げ
奉
り
候
以
上

寛
延
四
年
未
十
月

嶋
三
郎

左
衛
門
様
御
役
所

（
中
宿
文
言

こ

の

よ

う
に

お
願

い
し

た

が
、

大

泉

の
苦

労

を
知

ら

な

い

か

の
よ

う

に

こ

と

は

は

か

ば

か

し

く

進

ま

な

か

っ

た

。

そ

う

こ

う
し

て

い

る
う

ち

に

冬

が

来

て

井

桁

を

繕

わ

な

い
ま

ま
水

が
細

く

な

っ

て

き

た
と

こ

ろ

へ
、

一

一
月

九

日

昼

よ

り

大

雪

が

降

っ
て
井

が
埋

ま

り
水

が
通

ら

な

く

な

っ

て
し

ま

っ

た

。
や

む
な

く
雪

や

氷

を

と

J 妬



第１節　水を求 めて

か
し
て
人
馬

の
命
を
つ
な
い
で

い
る
。

相
手
の
吹
上
村
は
、
六
〇
年
来
、
大

泉
に
は
渇

水
な
ど
な
い
と
返
答
書
に

か
い

て

い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
も
し
こ
の
事
実

を
御
公
儀
様

が
御
存

じ
な
い
な
ら
ば
、

こ

の
窮
状
を
本
当
に
分
か
っ
て
も
ら
え
な
い
。
毎

日
大
勢

の
人
足

を
だ
し
て
い
ま

す
が
村
ま
で
水
は
届

い
て

い
ま
せ
ん
。
ど
う
か
当
村

の
渇

水
の
様
子

を
御
見
分

く

だ
さ
る
よ
う
願

い
上
げ
ま
す
。

こ
れ
は
先
の
願

い
書
に
続
い
て
、

寛
延
四
年

二

七
五
一
）
に
お
願

い
し
た
も
の
で
、

村
役
人
ば
か
り
で
な
く

二
一
人
の
村

の
者
の

連
署
で
必
死
に

お
願

い
し
て

い
る

。

こ

の
結
果
は
、
明
ら

か
で
な

い
が
、
そ
の
後
も
こ
の
争

い
は
続

い
た
ら
し
く
、

文
政

九
年
（
一
八
三
（

）
に
は
次
の
よ
う
な
証
文
を
と
り
か

わ
し
て

い
る
。

取
替
ワ
セ
シ
証
文
之
事

二

吹
上
村
田
畑
成
五
反
四
畝
十
五
歩
之
分
下
井
用
水
ヲ
以

テ
田
方

二
致

シ
申
ス
ペ
キ
事

右

二
付
イ
テ
（

下

井
筋
減
水
致

ス
ペ
キ
ニ
付
キ
大
泉
村
ニ
テ
吹
上
村
地
分
へ
箱
樋
取

リ

立
テ
洩

レ
水
之
無
キ
様
致

ス
ベ

ク
尤
モ
大
境
ヨ
リ
ハ

拾
同
上
ニ
テ
堰
込
ミ
箱
樋
ノ
義
（

揚
ゲ
ロ

ヨ
リ
拾

八
間
半
引
キ
下
ゲ
六
拾
壱
間
半
ノ
問
都
合
次
第

二
仕
立
テ
申
ス
ベ
キ
事

但

シ
箱
樋
囲
イ
ノ

タ
メ
水
際
枠
等
仕
立
テ
候
共
吹
上
村
差

シ
障
り
相
成
ラ
ズ
致
ス
ペ
キ

事
…
…
略
・：

文
政

九
戌
年

八
月

（
中
宿
文
書
）

こ
の
と
き
は
吹
上
村
で
田
潰
し
に

あ
っ
て
い
た
田

が
相
当

あ

犬
　

田

戻

り

を

願

っ
て
い
た
、
そ
れ
を
一
部
認

め
る
よ
う
に
し
て
、
よ
う
や

く
こ

の
井

の
修
繕

が
箱

樋

で
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
し

て
大
泉
村

の
箱
樋
口

か
ら
吹
上
村

の
田
三
枚

へ
は
分
水

し
て
や

る
こ
と
に

な
っ
た
。
も

っ
と
も

そ
の
三
枚

の
田

の
落
水

は
箱
樋

へ
入
れ
る
と
、
落
水

ま
で
規
定

さ
れ
て
い
る
。
吹
上
村

か
ら
同
年
に
大
泉
村

へ
だ

し
た
「
差

し
上

げ
申
す
済

口
証
文

の
事
」
に

よ
る
と
こ

の
箱
樋

の
普
請
手
伝

い
と

し

て

、

吹

上

村

が

包

金

を

差

し

出

し

て

い
る

。

但

シ
大
泉
村
箱
樋
ロ

ヨ
リ
吹

上
村
往
古

ヨ
リ
持
田
三
枚

へ
分

水
遣

ス
ペ
ク
候
　

尤

モ
落
水

（

箱
樋
へ
大
レ
申
ス
ベ
キ
事

（
前
同
）

こ

の
揚

げ

口

は

そ

の

後

も

争

い
の

種

と

な

り
、

い
ざ

こ

ざ

の
末

天

保

六
年

（
一

企

こ
五
）
に

示

談

が

成

立

し

て
証

文

が
取

替

わ

さ

れ

て

い
る

が
、

何

分

に

も

水

が

乏

し

く

水

の

貴

重

な

村

が

ら

だ

け

に

、

一

本

の

木

を
伐

る

に

も

馬

道

を

造

る

に

も

細

か
な

規

定

が

さ

れ
て

い
る

。

差

シ
上
ゲ
申

ス
済
口
証
文
ノ
事

て

去

ル
午
九
月
大
泉
ヨ
リ
吹
上

二
相
係
り
候
一
件

内
済
相
整
イ
済
口
証
文
差
シ
上
ゲ
奉

り
候
処
今
般
大
泉
村
用
水
路
掘
り
立
テ
ノ
儀

二
付

キ
双
方
心
得
方
行

キ
違

イ
右
両

村
ヨ

リ
訴
訟
御
吟
味
中

二
御
座
侠
処
神
子
柴
村
佐
太
郎
今
宿
与
三
兵
衛
立
チ
入
り
双

方
へ
掛

ケ
合
イ
熟
談
相
整
イ
侠
趣
意
左
ノ
通
リ

ー
、
大
泉
村
用
水
楊
ゲ
ロ
ノ
義

二
付
キ
昨
午
年
規
定
致

シ
候
処
右
井
筋
掘
り
立
テ
ノ
場
所

作
左
衛
門
彦
左
衛
門
持
分
ノ
芝
地
揚
ゲ
ロ
下

柳
下

北
根
際
ヨ
リ
束
へ
最
モ
通
り
能
ク
胡

桃
木
南

ノ
際

へ
掘

り
立
テ
申

ス
ペ
ク
、
尤
モ
前
後
井
筋
見
通

シ
格
別
曲
り
候
ワ
バ
両

村

役
人
見
計
イ
ヲ
以
テ
伐

り
係

り
侯

工
共
相
談
ノ
上
然
ル
ベ
キ
取
リ
計
イ
申
ス
ペ
ク
、
夫

ヨ
リ
下
柳
（

伐
木
致

シ
井
筋
相
立
テ
申

ス
ペ
ク
侠
尤
モ
吹
上
村
古
田
井
筋
井

二
彦
左
衛

門
馬
道

へ
決

シ
テ
相
障
ラ
ザ

ル
様
致

ス
ペ
ク
…
…
…

但

シ
井
巾
三
尺
相

立
テ
大
泉
村
吹
上
村
両
村
役
人
井

二
地
主
立
チ
合
イ
ノ
上
井
筋
へ

相
掛

り
候
木
品
（

伐
木
致

シ
其
外
（

Ｉ
切
伐

り
採

り
申

ス
間
敷
キ
事
…
…

天

保
六
未
年
四
月

（
中
宿
文
書
）

こ

の

後
も

下

井

の
楊

げ

口

は
時

々

い

た

ん

だ

の
で

、

上

井

の
揚

げ

口

に

枠

堰

の

水

門

を
造

り
、

そ
こ

か
ら

下

井

分

を
分

水

し

よ

う

と

し

た
が

、

吹

上

村

富

田

村

中

曽

根

村

の
上

井

筋

か

ら
反

対

が

あ

っ
て

実

行

で

き

な

か

っ

た

。

討7
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下
井

ノ
儀
本
川
通

り
枠
堰

二
致

シ
候
儀
相
止

メ
、
石
芝
ヲ
以
テ
堰
上
ケ
水
引
キ
取

り
申
ス

ペ
キ
事明

治

一
六
年

（
塩
ノ
井
大
束
文
書
）

乏
し

い
水

の
分

配

で

あ

る

た

め
揚

げ

口

は

い

つ
も

争

い

の
も

と

で

は

あ

っ

た

が

、

土

俵

で

又

は
石

芝

を

も

っ
て

と

め

て

い
る

旧

来

の
方

法

を

ぬ

け

だ

す

こ

と

は

で

き

な

か

っ

た

。

な

お

、

総

じ
て

水

が

乏

し

い
の

で

、

ご

く

少

量

の

水

も
粗

末

に

は

で

き

な

い
。

直

接

こ

の
井

で

な

く

上

井

か

ら

の

流

れ
尻

も

こ

の
井

に

落

す
落

さ

な

い

で
争

い

が

お

こ

っ
た

。

明

治

一

〇

年

に

だ

さ

れ

た

「

お
願

い
」

は

そ

の
問

題

で

あ

る

。
吹

上

耕

地

の
両

三
戸

の

飲
用

水
に

と
特

別

の

は

か

ら

い
で

、

分

水

し

て
や

り
、

そ

の
流

末

は
上

井

に

は

入

ら

な

い

の
で

、

こ

の
下

井

へ
合

水

す

る

よ
う

に

規

定

し

て

あ

っ

た

。

と

こ

ろ

が
吹

上
村

で

は
、

そ

の
水

で

田

を

こ
し

ら
え

た

い
と

上

申

し

た

。
大

泉

村

で

は

も

ち

ろ

ん
故

障

の
上

申

を
し

た
が

、

そ

の
詮

議

中

に

吹

上

で

は
そ

の
合

水

井

堰

を
埋

め
潰

し

て
し

ま

っ

た

。

争

い

は

そ

れ

か

ら
半

年

後

の

一
二

月

に

な

っ
て

、

長

野

県

権

令

楢

崎

寛

直

ま

で

い

っ
て

よ

う

や

く

落

着

し

た

。

結

局

、

少

々

の
畑

田

成

り

を

み

と

め

、

従

来

通

り

に

下

井

へ
落

水

す

る

よ

う

、

井

筋

を

掘

り

あ

け

さ

し

た

の

で

あ

る

。

こ

の

井

は

昭

和

の
現

代

で

も

そ

う

な

っ
て

い
る

。

㈲
　

下

井

の

維

持

管

理

嘉

永

三

年

二

八
五
〇
）

の

「
下

井

さ

ら

い
人

足
勤

め
方

抽

帳

」

夭

泉
区

有
文
書
）

に

よ

る

と

、

江

戸

後

期

の
下

井

さ

ら

い
は

、

次

表

の

よ

う

で

あ

っ
た

。

四
月
一
七
日

四
月
一
九
日

四
月
二
〇
日

四
月
二
一
日

出

人

足

／／／／//

彦
右
衛
門
外

一
三
人

孫
八
外
一
四
人
　

人
馬
六
　
丸

太
松
木

二
五
〇

本
二

本
五

文
）

源

之
丞
外

口
（

大
　
馬

二
匹
　

丸

太
松
木

一
八
〇
本

佐

左
衛
門
外

六
人

五
月

一
七
日
出
人
足
　
　

彦
右
衛
門
外
四
三
人
　

枠
入

五
月
一
九
日
　

″
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
八
人

四

月

か
ら

五

月

に

か
け

て

、

七

〇

人

も

の
人

足

を

だ

し

て

、

水

を

通

し

て

い

る

。

ま

た
嘉

永

六
年

（
一
八
五
三
）
に

は

六
月

二

日

か
ら

四

日

の
三

日

間

に

計

六

一

人

の
人

足

が

出

て

枠

を

入

れ

た

り

井

ざ

ら

い
を

し

て

い
る

。

下

井
普
請
の
節
人
足
名
前
書
き
上
げ
帳

六
月
二
日
　

世
話
方
新
右
衛
門
、
早
右

衛
門
　

人
足
一
八
人
　
枠

七
組
入

れ
井

ざ
ら
い

六
月
三
日
　
　

同
　

五
郎
左
衛
門
　
　

人
足
二
三
人
　
大
井
口

よ
り
埋
樋
、
井

ざ
ら
い

六
月
四
日
　
　

同
　

忠
七
　
　
　
　
　

″
　
二
〇
人
　

合
掌
枠

八
組
入

れ

（
大

泉
区
有
文
書
）

ほ

と

ん

ど

毎

年

の

よ

う

に

あ

る
井

の

修

理

は
、

自

普

請

で

あ

っ

た

の

で

そ

の
負

担

も

相

当

重

く

、
村

役

人

足

も

多

く

か

か

っ

た

。

そ

れ

も

そ

の

は

ず
で

、

下

井

は

「

上

ど

め

」

で

よ

く
、

大

泉
川

の

水

を

一

滴

も

も

ら

さ

な

い

よ

う
に

締

め
切

っ

て

堰

楊

げ

る

の

で
、

洪

水

の
時

は

む

ろ

ん

ち

ょ

っ

と

の
雨

に

も

楊

げ

口

は
破

壊

さ

れ

て

し

ま

っ
た

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う
に

重
要

で

あ

っ

た
下

井

も

、

西

天

竜

が
で

き

て

か
ら

だ

ん

だ

ん
期

待

す

る
井

で

は

な

く

な

っ

て
き

た

。
と

く
に

こ

の
井

に

は
上

井

か
ら

の
分

水

で

あ

る

大

泉

新

田

分

の
二

寸

口

の
水

も

合

流

し

、

大

泉

新

田

の
村

中

を

貫

通

し

て

い
る

の

で

、

大

泉

新

田

の
水

路

の
よ

う

に

み

え

る

。
事

実

こ

の
水

路

に

沿

っ
た
大

泉

新
田

の
人

々

は
重

宝

に

日

々
使

用

し

て

い
る

。
し

か
し

、

こ

の
水

路

の

維

持
管

理

は
今

で

も

大

泉

が
責

任

を
も

っ
て

い
る

。
水

路

を

Ｕ

宇

溝

に

つ
け

か

え

る

の

も
、

埋
樋

を

造

る

の
も

、

井

浚

い
も

大

泉

で

し

て

、

現

在

に

至

っ
て

い
る

。

㈲
　

下

井

の

発

展

田

用

水

と

し

て

は

あ

ま

り

期

待

さ

れ

な

く

な

っ
た

こ

の
下

井

も
新

し

く
脚

光

を

あ

び
る

こ

と

に

な

っ
た

。

昭
和

四

七
年

に

な

っ
て

こ

の
下

井

の
水

を
、

大

泉

川

左

岸

か

ら
右

岸

へ

ひ

く
計

画

が

で

き

た

。

こ

れ

は
下

井

に

と

っ

て
画

期

的

な

で

き

ご

馳8



第１節　水 を求 めて

と
で
あ
っ
た
。
大
芝

高
原

が
開
発

さ
れ
て
大
芝
湖
、

ス
ヶ
－

卜
場

を
は
じ
め
多

く

の
水
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
水
は
こ
の
下
井

の
水
以
外
に

は
な
い
。
水
利
権

は
大

泉
に
あ
る
が
、

途
中

は
大

泉
新
田

の
地
籍

を
通

ら
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

他
町

村
と
の
交
渉

は
困

難
を
き
わ
め
た
が
、
日
夜

を
わ
か
た
ぬ
協
議

の
結
果
、

次
の
よ
う
に
示

談
が
成
立
し
た
。

大

泉
川
下
井
取

水
工

事
に
伴

う
賃
貸
借
契
約

書

大

泉
新
田

地
主
組

合
と
南
箕
輪
村
開
発
公
社

が
、
大
泉
区
が
所
有
す

る
権
利

の
水
を
…
…

大

泉
新
田
地

主
が
所
有

の
土
地

に
取
水
施
設
を
建
設
す

る
に
当
り
次

の
通
り
賃
貸
借
契
約

を
締
結

す
る
。

第

一
条
　
大

泉
新
田
１１は
平
坦
地
で
幅

丁

五
ｍ

傾
斜
地
で
幅
二
ｍ

を
賃
貸
す
る

第
四
条
　

開
発
公
社

は
補
償
工
事
と
し
て
、
四
〇
ｍ

の
パ
イ
プ
三
〇
〇
ｍ

を
取
水
工
事
と

同
時
施
行
し
雑
用
水
道
と
し
て
無
償
供
与
す

る
。
但
し
大
泉
新
田
が
此
の
水
を図4-2　 取入口（中井）（下）と大泉川打ち越し（下井）（上）

利
用
す
る
場
合
は
、
大
泉
区
と
話
合
い
の
上
使
用
料
を
支
払
う
も

の

と

す

る

第

五

条
　

開

発

公

社

は

、

施

設

の

保

全

に

万

全

を

期

し

、

万

一

決

壊

等

を

生

じ

た

場

合

は

速

や

か

に

復

旧

す

る

も

の

と

す

る

。
・
：大

泉

新

田

地

主

組

合

代

表
　

唐

沢

多

助

⑩

昭

和

四

七

年

コ

ー
月

一

日
　
　
　
　
　
　

南

箕

輪

開

発

公

社

理

事

長
　

木

ノ

島

新

一

⑩

南

箕

輪

村

大

泉

区

長
　

池

上

甲

子

男

⑩

（

大

泉

区

有

文

書

）

こ

れ

に

よ

っ

て

取

水

工

事

が

村

の

開

発

公

社

の

手

に

よ

っ

て

行

な

わ

れ

た

。

こ

の

契

約

書

が

で

き

る

前

に

、

当

然

の

こ

と

な

が

ら

大

泉

新

田

で

は

そ

の

中

井

の

水

利

権

が

侵

さ

れ

る

こ

と

を

心

配

し

、

大

泉

で

は

下

井

の

取

水

施

設

を

い

た

ず

ら

し

な

い

こ

と

を

求

め

て

両

区

の

区

長

間

で

「

協

定

書

」

が

か

わ

さ

れ

て

い

る

。

昔

な

が

ら

の

大

泉

川

か

ら

の

取

水

に

係

る

念

入

り

な

処

置

で

あ

る

。

現

在

大

芝

高

原

は

、

本

来

な

ら

ば

水

気

の

さ

ら

に

な

い

と

こ

ろ

で

あ

る

が

、

大

芝

湖

が

で

き

ス

ケ

ー

ト

場

が

で

き

て

、

昔

日

の

面

影

も

な

い

が

、

そ

れ

は

こ

の

下

井

の

水

の

お

か

げ

で

あ

る

。

こ

う

し

て

下

井

の

水

は

大

泉

川

の

右

岸

で

新

し

く

息

吹

き

を

は

し

め

た

の

で

あ

る

。

２
　

上
　
　
　

井

出
　

上

井

の

成

立

下

井

の

水

だ

け

で

は

江

戸

初

期

か

ら

水

は

不

足

し

て

い

た

。

渇

水

の

大

泉

で

は

何

と

し

て

も

新

し

く

水

を

求

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

こ

の

多

年

の

念

願

の

こ

も

っ

た

水

路

が
「

上

井

」
で

あ

る

。

土

井

は

大

泉

川

の

水

を

、

下

井

よ

り

ず

っ

と

上

流

の

大

泉

所

山

で

堰

上

げ

て

山

の

中

腹

を

横

切

っ

て

、

吹

上

に

達

し

、

吹

上

の

村

中

を

貫

通

し

、

さ

ら

に

大

泉

新

田

の

村

中

を

貫

通

し

て

、

大

泉

に

達

す

る

井

堰

で

あ

る

。

途

中

の

吹

上

に

「

鷹

町
　

９

ま
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

討

分

枡

」

夭

枡

）

が

あ

り

、

こ

こ

で

富

田

・

中

曽

根

に

分

水

し

、

吹

上

の

中

央

の



第４章 水と村の生活

＼
Ｉ
Ｉ

Ｉ

、
吹
上

村

昌
平

本 井堰

一一一一　分井堰

図4-3　 上井 と下井 の模式図

「
中

坂

分
枡

」

で
吹

上

に

分

水
し

、

さ

ら
に

「

二
寸

口

」

で

大

泉

新

田

に

分

水

し

て

後

、
大

泉

新
田

の
村

下

で
下

井

と
合

流

し

て
、

大

泉
に

達

し

て

い

る

。

五

か
耕

地

に
関

係

す

る

の

で

「

五

か
井

」

と

も
呼

ば

れ

て

い

る

。

こ

の

土
井

が

い

つ

で

き

た

か
、

古

い
記

録

で

は

は

っ

き

り

し

な

い

。
明

治

二

二

年

の

「
大

泉

村

履

歴

書

」

に

は
、

承

応

年

中

（

二
（

五
一
了

五
五
）
と

記

さ

れ

て

い

る

。

す

る

と
江

戸

時
代

の

ご

く

初
期

で

あ

る

。

承

応
年
中
木
下
村

野
口

某
へ
大

泉
所

山
樹
木
ヲ
払

イ
下
ゲ
過
分
伐
木
ヲ

ナ
シ
ク
ル
故

二
出

水
薄

ロ
ギ
愈
々
渇

水
ヲ

生
ジ
大

泉
村

ノ
人
民

生
活

立
ク
ザ
ル
ヨ
リ
領

主
脇
坂
殿

へ
歎
願

二

依

テ
実
地
御

見
分

ノ
上

、
山

ノ
奥

ヨ
リ
用

水
路
御
見

立
テ
箕
輪
郷

二
拾

六
力
村

ヨ
リ

人
夫

御
引
キ
上
ゲ
三
日
間

二
落
成

シ
用
水
ヲ
与

エ
タ
ル
ナ
リ
・：

（
中

宿
文
書
）

こ

こ

で

大

泉

所

山

の
樹

木

を

伐

り

す

ぎ

た

た

め

渇

水

を

生

じ

た

、

そ

こ

で

領

主

の
脇

坂

殿

か
ら

、

箕

輪

領

全

体

二

六

か

村

の
人

夫

を

だ

し

て

い
た

だ

き

、

こ

の

難

工

事

を

三

日

間

で

仕

上

げ

た
と

あ
る

。

も

う

一

つ

の
資

料

に

よ

る

と

、

そ

れ

よ

り

三

〇

余

年

後

の

元

禄

元

年

（
一
六
八

八
）
に

で

き

た
と

記

さ

れ

て

い
る

。

そ

れ

を

冤

延

四

年
（
一
七
五
一
）
に

代

官

へ

た

し

か
次

の
願

書

が

の

べ
て

い

る

。

恐

レ
ナ

ガ
ラ
書
付
ケ
ヲ
以
テ
願
イ
上
ゲ
候
御
事

…
…
（
略
）
…
…

一
、
当
村
呑
水
用
水
ノ
儀
先
規

ヨ
リ
下
井
ト
ロ

当
村
迄
届
キ
兼
ネ
申

シ
候
故

元
禄
元
辰
年

御
地
頭
板
倉
頼
母
正
様

へ
願
イ
奉
り
当
村

ヨ
リ
四
拾
町
余
山
内
ニ
テ
大
泉
山
ノ
ロ

ヲ
井

筋
御
見

立
テ
遊

バ
サ

レ
御
領
分
中
ノ
人
足
井

ビ
ニ
御
入
用
下

シ
置

カ
レ
永

二
御
普
請
等

仰

セ
付

ケ
ラ

レ
井
筋
ヲ
立
テ
水
引
キ
取
り
当
時
新
田
境
ニ
テ
上
井
下

井
両

水
一
井

二
仕

り
引

キ
取

り
来

り
漸
々
給
水
続

キ
申

シ
候
其
ノ
後
段
々
大
破
ノ
節
（

上
井
御
普
請
所
（

御
入
用
下

シ
置

カ
レ
仕
来

り
申

シ
候
御
事
…
…
（
略
）

寛

延
四
年
未
十
月

（
大
泉
区
有
文
書
）

こ

れ

は

か

な

り
正

確

な
資

料

と
思

わ

れ

る

。

そ
し

て
上

井

、

下

井

が
大

泉

新

田

下

で

合

流

し

て

い
る

な

ど

、
現

状

に

も

よ

く

あ

っ
て

い
る

。

と

こ

ろ

が

、

寛

延

四
年

（
一
七
五
一
）

よ

り

も

三
〇

年

近

く

も

前

の
、

享

保

九

年

（
一
七
二
四
）

の

「

覚

」

に

よ

る

と

、

こ

の

堰

は

ど

れ

ほ

ど
以

前

に

造

ら

れ

た

か

わ

か
ら

な

い
、

往

古

よ

り
引

き
取

っ
て

い
る

と
記

さ

れ

て

い

る

。

覚

一
、
当
村
呑
水
ノ
儀
当
村
地
元

大
泉
所
山
ノ
水
往
古

ヨ
リ
引

キ
取

り
申

シ
侯
右
溝
筋

ノ
儀

吹
上
村
大
泉
新
田
ノ
村
ノ
中
ヲ
通
り
当
村
へ
引

キ
取

り
申

シ
侠
…
…
略
・・・

∂卯



水を求めて第１節

一
、
堰
掘

り
割

り
候
儀
（

何
程
以
前
ノ
義

二
御
座
候
哉
存
ジ
奉
ラ
ズ
候

右
ノ
通

り
相
違
御
座
無

ク
候
　

以
上

享
保
九
年
辰
五
月
　
　
　
　
　
　
　
　

信
州
伊
那
郡
大
泉
村
　

名
主
　

宇
右
衛
門

組
頭
　

助
右
衛
門

飯
島
御
知
行
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄
　

庄
右
衛
門

大

泉
区
有
文
書
）

大

泉

新

田

が
大

泉

か

ら
分

村

し

て

い

っ

た

の
が

、

承

応

年

間

か
ら

ち

ょ

っ
と

前

の
慶

安

元

年

（
一

六
四
八
）
で

あ

っ

た
が

、

そ

の
分

村

の
時

は
す

で

に

井

堰

が

あ

り

そ

れ
に

沿

っ

て

新
田

が
分

村

し

た
経

過

も

あ

る

。

以

上

上

井

が

い

つ
で

き

た

か
諸

説

か

お

る
が

、

引

用

し

た
諸

記

録

は

そ

の
成

立

の

事
実

よ

り

も
、

成

立

と
同

時

に

御

普

請

で

あ

っ

た

こ
と

を
述

べ

る
に

急

で

あ

っ

た

た

め
、

こ

の

よ

う
に

な

っ

た
も

の
と

思

わ

れ

る

。
と

も

か
く

、

上

井

が

で

き

た

の

は
承

応

年

間

よ

り
も

古

い
、

少

な

く
と

も

上

井

の
原

形

は

い

つ
と

も

し

れ
な

い

往

古

か

ら

あ

り
、

そ

れ

を
時

の
領

主

が

大

修

理

を

し

て

く

れ

た

の
で

は
な

か

っ
た

か

と
思

わ

れ

る

。

こ

こ
で

注

意

し

た

い

の

は
、

上

井

が
別

名

五

か
井

と

も

呼

ば

れ

て

い

て

、

富

田

・
中

曽

根

・

吹

上

・

大

泉

新

田

と

大

泉

の
五

加
村

の
井

堰

で

あ

る

よ

う

に

み

え

る

。
し

か
し

、

そ
も

そ
も

の

は

じ

め

は
決

し

て

五

か
村

の
も

の
で

な

く

、

大

泉

村

だ

け

の
井

堰

で

あ

っ

た

こ

と
で

あ

る

。
次

の
享

保

七
年

（
一

七
二
二
）

の

文

書

に

よ

る

と
、

恐

レ
ナ

ガ
ラ
ロ
上
書
ヲ
以
テ
申

シ
上
ゲ
侯
御
事

一
、
大

泉
村
用
水
井
堰
御
普
請
所
ノ
義
先
規

ヨ
リ
御
引

キ
付

ケ
ニ
テ
当
村

へ
仰

セ
付
ケ
ラ

レ
普

請
仕
来

り
一
切
他
ノ
村
相
添

工
申

シ
侯
儀
御
座
無

ク
候

大

泉
区
有
文
言

「
御

引

キ
付

ケ
」

で

大

泉

へ
仰

せ

付

け

ら

れ

た
と

い
う

の

は
、

大

泉

村

が

手

引

き

（
紹
介
）
し

て
井

を

つ

く

る
よ

う

仰

せ

付

け

ら

れ

た
と

い
う

こ

と

で

あ

ろ

う

。

こ

の

よ

う
に

大

泉

村

一
村

の
も

の
で

他

村

が

入

る

よ

う

な

も

の
で

は
な

か

っ
た

。

そ

の

こ

と

は
例

え

ば
当

時

、

井

の
途

中

に

三

か
所

の
橋

が

あ

っ
た

が

、

こ

れ
は

皆

大

泉

で

か
け

維

持

し

て

い

る
と

の

べ
て

い
る

こ

と

で

も

わ
か

る

。

ま

た

現
代

に

な

っ

て
も

五

加
井

組

の

こ

と
で

共

同

責

任

を
も

っ

べ
き

井

の
こ

と

で

あ

る

の
に

、

ど

こ

か
に

大

泉

井

を

手
伝

う

の

だ
と

い

っ

た
底

流

が
存

続

し

て

い

る
こ

と

で

も

明

ら

か

で

あ

る

。

で

は

ど

う

し

て

こ

の
井

が

五

か
井

と

い

わ

れ

る

よ

う
に

な

っ

て
仲

間

が

で

き

分

水

さ

れ

る

よ

う
に

な

っ

た

か

。

さ

き
に

引

用

し

た

「
口

上

書

」

に

よ

る
と

、

次

の

よ

う

に
時

の

領

主
板

倉

の

だ

っ

て

の
命

令

で

あ

っ

た

。

尤

モ
板
倉
頼
母
様
御

知
行
所

ノ
節
七
分
三
分
ノ
枡

二
仰

セ
付

ケ
ラ

レ
富
田
村
・
中
曽
根

新
田

へ
三
分

遣
シ
七
分
大

泉
へ
引

キ
取

り
申

シ
侯

（
同
書
）

大

泉

で

は
渇

水
で

他

村

へ
分

け

る

ど

こ

ろ
で

は
な

か

っ

た

の
で

強

く

こ

と

わ

っ

た

が
、

自

力

だ

け

で
で

き

な

い
大

工

事

で

も

あ

る

の
で

、

や

む
な

く

承

知

し

御

普

請

を
願

っ

た

。

そ

れ

が
現

在

も

あ

る
大

枡
（
鷹
町
分
枡
）
で

七
分

三

分

に

分

け

た

。

こ

こ
で

注

意

し

た

い

の

は
、

そ

の

七
分

は
大

泉

だ
け

の
も

の
で

、

大

泉

新

田

と

吹

上

は

た

だ

「
汲

用

」

だ
け

で

あ

っ

た

。

吹
上
村
大
泉
新
田
（

溝
筋

へ
罷

り
出
デ
汲
ミ
用
イ
分
ケ
溝
仕
ラ
ザ
ル
様

二
仰
セ
付
ケ
ラ
レ

用
イ
来

り
申

シ
候

（
同
書
）

吹

上

と

大

泉

新

田

は
、

井

堰

の
端

へ
来

て

汲

み

用

い
る

こ

と

だ

け

だ

と

命

令

さ

れ

た

の
で

あ

る

。

そ

の

た

め
、

井

堰

が

大

破

し

た

よ

う

な

場

合

で

も

、

人

足

を

少

々

出

し

て

も

ら

っ

た
が

、

諸

道

具

等

は
決

し

て

、

他

村

か

ら

は

出

し

て

も

ら

わ

な

か

っ

た

。

あ

く

ま

で

大

泉

が

主

体

で

、

こ

の
井

を

守

り

続

け

て

き

た

。

…
…
人
足
ノ
儀
（

堰
損

シ
申

シ
候
節
（

右
村

二
少
々
宛
相
勤

メ
来
り
申
シ
候
、
諸
道
具
ノ

351



第 ４章 水と村の生 活

儀
（

前
方

ヨ
リ
出
サ

セ
申
サ
ズ
…
…
…

享
保

七
年
卯
正
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
大
泉
区
有
文
書
）

こ

の
口

上

書

の
享

保

七
年

（
一
七
二
二
）
と

い
え

ば
江

戸

の
中

期

で

こ

の

井

が

で

き

て

か

ら

Ｉ
〇

〇

年

以

上

経

過

し

た
今

か

ら

お

よ

そ

二

六
〇

年

前

の

こ

と

で

あ

る

。

そ

の
当

時

の

三

か
村

の
様

子

は

次

の

よ

う

で

あ

っ

た

。

呑

水
用

水
家
数

人
数

覚

一
家
数
八
拾
軒
　
　

人
数
弐
百
八
拾
六
人
　
　

大

泉

村

一
家
数
　

九
軒
　
　

人
数
　
　
　

四
拾

人
　
　

大

泉
新
田

一
家
数
　

九
軒
　
　

人
数
　
　

三
拾
壱

大
　
　

吹

上

村

（
大

泉
区
有
文
書
）

こ

れ

は

さ

き

の
「

口

上

書

」

よ

り

Ｉ
○

年

後

の

享

保

二
（

年

（
一
七
三
一
）
に

飯

島

の

お

役

所

へ

さ

し

だ

し

た

も

の

で
正

確

な

数

字

で

あ

る

。
当

時

は
中

曽

根

も

新
ｍ

と

い
わ

れ

て

い
た

の

で
、

そ

ん

な
に

多

い
家

数

で

は

な

か

っ
た

と

思

わ

れ

る

。

こ

の

た

っ
た

九

軒

の
村

と

八

〇

軒

の

村

と

で

は

相

当

の
ひ

ら

き

が

あ

る

。
汲

み

用

い
る

だ
け

と

い
う

き

ま

り

も

う

な

ず

く

こ

と

が

で

き

る

。

も

う

一

つ
、

分

け

水

は
し

な

い
と

い
う

「

証

文

」

も

吹

上

か
ら

だ

さ

れ

て

い

る

。

証
文
ノ
事

一
、
此
ノ
度
北
原

論
所

立
チ
会
イ
一
枚
絵
図
仕
立
テ
候

二
付
キ
我
等
共
呑
水
筋
前

々
ヨ
リ

有

り
来
リ
ノ
通

り
絵
図
表

二
載

セ
申

シ
候
此
ノ
如

ク
絵
図
表

二
水
筋
引
キ
申

シ
候

工
共

呑
水
斗
其

ノ
外
田
作

り
等
無
益

ノ
水
一
切

わ
け
取

り
申

ス
間
敷

ク
候
後
日
ノ

ク
メ
連
判

証
文
依
テ
件
ノ
如

シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吹
上
村
　

名
主
庄
左
衛
門
⑩

牢

水
二
年
酉
十
月
十
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭
　
　

治
助

⑩

大
泉
村
衆
中
参
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

他
九
人
連
署

（
大
泉
区
有
文
書
）

こ

の
よ

う

に

一

枚

の
絵

図

に

こ

の
井

筋

を

の
せ

て

あ

る

が

、

決

し

て

分

け

水

を

し
て
田

作
り
等
は
し
な
い
、
呑
水
ば
か
り
で
あ
る
と
念
書
を
入
れ
て
い
る
の
で
あ

る

○

㈲
　
上
井
の
取
水
と
分
水

上
井
は
け
じ
め
大
泉
井
と
し
て
成
立
し
、
し
だ
い
に
五
か
村
の
五
加
井
と
し
て

形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

ま
ず
大
泉
川
か
ら
取
水
す
る
頭
首
口
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
他
の
井
で
み
る
よ

う
な
頭
首
口
ら
し
い
も
の
は
な
い
。「
石
芝
ど
め
」
と
い
う
本
川
を
石
で
堰

ぎ
と

め
た
取
水
方
法
で
あ
る
。

次
に
「
大
枡
「
鷹
町
分
哲

」
で
、
富
田
と
中
曽
根
へ
分
水
し
、
下
っ
て
、
吹
上

の
村
中
の
「
中
坂
分
枡
」
で
吹
上
へ
分
水
し
、
さ
ら
に
下
っ
て
大
泉
新
田
の
「
二

寸
口
」
で
大
泉
新
田
へ
分
水
し
て
い
る
。

そ
の
概
要
は
図
４
－

４
の
よ
う
で
あ
る
。
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
下
井
は
古
来

大
泉
の
井
で
、
こ
こ
は
土
止
め
で
一
滴
残
ら
ず
取
水
で
き
る
が
、
中
井
は
や
は
り

「
石
芝
ど
め
」
で
あ
っ
た
。

図4-4　 上井の配水模式図

弱2



第１節　水を求めて

こ
の
分
水
も
長

い
間

の
江
戸
時
代

を
経

て
、
明

治
六
年

に
大

き
な

変

化

を

も

ち
、

飲
用

水
の
権
利

か
ら
田
用

水
の
権
利
に

な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
詳
細

は
次
の

よ
う
で
あ
る

。

表
４
－
１
　
大
泉
川
取
水
の
権
利
の
推
移

冲　 富
泉 田

村 村

吹　大　大

上jﾙ 泉

村　田　村

几

枡堰

／

づ
分

一　一弘 弘

W 七
○　○　分

汲　汲
用　用

大

枡

上

井

江
戸

時
代

心－
冗
禄
Ｗ

・　　 ●

‥ 契
下

井

………
Ξ^''

……

一分

--
ゝ'SSUU

吻a- 〃W 辱尋皿■■岬SrgSSaX
七

分

大

枡
上

井

明

治

六

年

ら規

定
Ｗ

ゝk 伽-S-XJ- 〃 りゝゝ--ggM-a ■J-r 戸

⌒ 一
計

買

色　 ﾃﾞﾈ

{1

一一言

五 五
分 分

中
井

－

○
分

下
井

こ
こ
で
、
下

井
と
中
井

は
こ

の
ま
ま
で
変
化

は
な
い
が
、
大
枡

と
中

坂
分
枡

は

そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
変
化
し

て
現
在
に

至
っ
て
い
る
。

表
４
１

２
大
枡
と
中
坂
分
枡
の
尺
度

大
枡
の
推
移
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
坂
分

枡
の
推
移

大

泉

¬
新
井

に
よ

る
再
配
分

中　　富

Jk　 田

村　　村

⌒ 一吹 大 大

上 妾 泉

村　田　村一 一

／

W ･ - ㎜ ㎜ - - - W - - - -

皿 W 皿 X X S

〃 - J

7 寸 5 厘

( 3 0 ％ )

i - R l l - W _ -

㎜ l l l ㎜ 皿 J 皿 皿 J 〃 S ｢

1 尺 6 寸 5 厘

( 7 0 ％ )

－
冗
禄
時
代

7寸2分9丁6毛

(31,3 ％)

1尺6寸5厘

(68. 7％)

明

治

九年

吹　　　　　 大　　 大

上　　
果　

二泉こ
村　　　　　 田　　 村

／

1尺　　　　　　4 尺

（20％）　　 （80％）

明
治

六年

6寸7分5厘　4 尺3寸2分5厘

（13％）　　 （87％）

明
治

一

五
年

こ
の
配
分
は
他
町
村
に
見
な
い
細
か
な
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
権
利
に
と

も
な
う
、
諸
経
費
や
労
務
の
分
担
は
次
表
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
と
に
か
く
微

細
で
百
分
率
で
な
く
千
分
率
で
も
な
く
万
分
率
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

い
か
に
僅
か
な
水
を
問
題
に
し
た
か
、
水
の
乏
し
い
村
々
の
息
吹
き
を
感
ず
る
も

の
で
あ
る
。

表
４
１
３
五
か
井
組
の
配
分
率
と
人
足
率

合

計

中　富　吹　大　大

r4　　　　　 泉
ｼ211 1 二 苗 泉

区　区　区　区　区

ノ
－

○
Ｏ

心

三　　　　　 七Ｏ　　　　　 Ｏ
正

規

比

率

配

分

率

一

〇
一一

↓

一

一
一

一
一

二 二 五

七　 〇　 一

可　　●　　●
六　 七　 五

七　 四　 九

－
○
一一

〇
〇

〇

一一 一 一 一 一一
六 六 九 四 六

●　　●　　●　　●　　●
○　 ○　 三　 三　 －

Ｏ　 Ｏ　 六　 －　 －

○　 ○　 九　 八　 三

概

算

比

率

－

○
○

○％

一一 一 一 一 一一
五 五 九 四 五

●　　●　　●　　●　　●
七　 七　 〇　 二　 四

％　 ％　 ％　 ％　 ％

実
用

比
率

一

一
一

一
一

人

一
四　四　八　三　三
人　人　人　人　人

人
足

人

足

率
一一
一

人
三　三　五　三　七
人 人 人 人 人

会
議

明
治
八
年
大
泉
の
新
井
が
で
き
た
と
き
富
田
・
中
曽
根
ヘ

ー
方
だ
け
広
げ
た
の

で
Ｉ
〇
〇
分
率
で
な
く
Ｉ
〇
二
分
率
と
い
う
奇
妙
な
比
率
が
生
じ
、
そ
れ
が
現
在

ま
で
続
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
水
の
配
分
率
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
大
泉
川
上
流
全
域
の
水
利
権

の
配
分
率
に
も
な
っ
て
い
る
。

ア
　
鷹

町

分

枡

夭
枡
）

上
述
の
よ
う
に
上
井
は
、
大
泉
村
だ
け
の
井
筋
で
あ
っ
た
。
途
中
で
七
分
三
分

に
板
倉
領
主
の
仰
せ
つ
け
で
富
田
と
中
曽
根
に
分
水
し
た
。
こ
の
こ
と
は
そ
れ
な

り
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
は
先
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
と
き
御

入
用
と
な
っ
た
。

覚

353



第４章 水と村の生活

図4-5　 大　　　 枡

(右側が富田・中曽根へ，左側 が大泉・吹上・大泉新田へ)

ゆ

・

・

・

一

一

一

一

ａ

一

ｓ

－

一

ｅ

ｅ

当
村
呑
水
堰
ノ
義
御
普
請
下
シ

置
カ
レ
候
儀
三
拾
弐
年
以
前
酉

年
板
倉
頼
母
様
ノ
御
知
行
所
ノ

節
ヨ
リ
只
今
迄
年
々
御
入
用
下

サ
レ
来
り
候
・：

享
保
九
辰
年

（
中
宿
文
書
）

こ
の
覚
に
よ
る
と
そ
の
三
二

年
以

前
酉
年
は
、
元
禄
六
年

二

六
九
三
）
に

な
る
。
こ

の
年
に
板

倉

領
主
の
仰

せ
で
富
田

と
中

曽

根

に
三
分
分
水
さ
せ
た
。
江
戸

初

期

か

ら
中

期

に

な

る

う

と

す

る
時

で
、

こ

の
井

も

初

め

て
御

入
用

に

な

っ

た

。

そ

し

て

実

際

に

こ

の
大

枡

は

七

対

三

の

割
合

で

造

ら

れ

て

い

た

。
枡

幅

の

⊇

尺

六

寸
四

分

五

厘

」

が
大

泉

村

で
、

七
寸

五

厘

が

富
田

中

曽

根

分

と
し

て

で

き

て

い

た

。

そ

れ

は
江

戸

時

代

を
通

じ

て

そ

う
で

あ

っ

た

が
、

明

治

八
年

に

大

泉

の
新

井

が

で

き

た

と

き
、

示

談

が
成

立
し

次

の

よ

う
に

切

り

広

め

ら

れ

た

。

示

談
証

南
箕
輪
ノ
内
大
泉
耕
地

ニ
テ
大
泉
所
山
一
ノ
沢

ヨ
リ
四
ノ
沢
迄
沢
ノ
出
水
新
井
ヲ
以
テ
引

き
取
リ
ノ
義
西
箕
輪
村
ノ
内
吹
上
、
大
泉
新
田
、
中
曽
根
三
耕
地
、
中
箕
輪
村
ノ
内
富
田

耕
地

卜
示
談

ノ
上
出
願
官
許
ヲ
蒙

り
井
筋
落
成

二
付
キ
昨

八
年
規
定
ノ
通
り
水
量
鷹
町
枡

口
切

り
広
メ
致

シ
尺
度
左
ノ
通
リ

枡
幅
　
壱
尺
六
寸
四
分
五
厘

但
シ
下
流
遣
シ
方
先
規
ノ
通
リ

－　 ～
大 吹 大

泉
耕
地

上
耕
地

泉
新
田
耕
地

枡
幅

七
寸
五
厘

富
田
耕
地

（
中
冑
根
耕
地

外
弐
分
四
厘

六
毛
　

今
般
切
り
広
メ
候
分

合
　
　
　

七
寸
二
分
九
厘
六
毛

前
言

ノ
通

り
枡
口
取

り
極

メ
候
上
（

従
来
確
守
致

ス
ペ
ク
後
証
ノ
ク
メ
取

替
ワ
セ

シ
示
談

証
件

ノ
如

シ

明
治

九
年
十
月
十

六
日

（
役
場
文
書
）

こ

こ
で

歴

史

的

な

枡

幅

を
切

広

め

る

こ
と

が

行

な

わ
れ

た

。
そ

の
理

由

は
「
新

井

」

の
項

に

ゆ

ず

る
が

、

こ

の

と

り

き

め
が

い

か
に

も

の
も

の
し

い
も

の

で

あ

っ
た

か
、

署

名

者

が

二

三

名

に

及

ん
で

い
る

の
で

も

わ
か

る

。

各

耕

地

の
代

表

の

ほ

か

三

か
村

の
戸

長

副

戸

長

が

連

署

し

て

い
る

。

イ
　

中

坂

分

枡

大

枡

は
古

く

か

ら

あ

り

、

そ

の

割

合

は

は

っ
き

り

し

て

い
る

。

と

こ

ろ

が
吹

上

と

大

泉

新
田

へ

の

分

水

は

ご

く

新

し

く
明

治

に

な

っ

て

か

ら

で

あ

る

の
に

、

と

か

く

ご

た

ご

た

の

種

と

な

っ
た

。

先

述

の

よ

う
に

吹

上

と
大

泉

新

田

は
井

端

に

で

て
汲

み

用

い

る

だ

け

だ

っ

た

が
、

上

流

に

位

置

し

て

い

る

ば

か

り
で

な

く
、

村

内

を
貫

流

す

る
上

井

の
水

を

み

て

い

る

の

で
、

事

あ

る

ご
と

に

そ

の
権

利

を
取

得

す

る
こ

と

に

努

め
て

き

た

。
大

泉

で

二
反

五

畝

内

外

の
田

し

か
な

い

そ

の
昔

に

、

す

で

に

吹

上

に

は
あ

ち

こ

ち

の

漏

れ
水

で

水

田

が

、

六
反

歩

余

も

あ

っ

た

。

そ
し

て

大

泉

で

は
田

を

畑

に

し

て

し

ま

っ

た

の
に

、

吹

上

で

は
少

し

ず

つ
田

が

増

え

て

い

る

。

高
反
別
寄
せ
覚
え
帳
　
　
　
　

吹
上
村

承
応
二
已
年
　

中
ｍ
　

弐
反

七
畝
弐
拾
歩

下
田
　

三
反
三
畝
拾

七
歩

（
吹

上

区

有

文

書

）
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第１節　水 を求 めて

吹
上
で
は
、
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
に

六
反

一
畝

七
歩
の
水
田

が
、
寛
文
六
年

（
一
六
六
六
）
に
『
下

田
弐
畝
拾
壱
歩
』
が
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
に
「
下
田

三

畝
拾
五
歩
」
が
増
加
し
て

い
る
。
年
に
よ
り
総
計

が
ち
か

っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る

の
で
こ
の
水
田

は
不

安
定
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
が
水
田

面
積
は
こ

の
後
も
少
し

ず

つ
増
加
し
て

い
る

。

上
井

か
ら

の
取
水
が
、
正
式
に
認

め
ら
れ
た
の
は
、
明
治

六
年

の

こ

と

で

あ

る
。
時

は
明
治

の
新
し

い
時
代

を
迎
え
、
何
も

か
も
御

一
新

と
い
う
時
勢
に

あ
お

ら

れ
て
、
長

い
間

の
慣
行

を
破

っ
て
大
泉

と
し

て
は
や

む
な
く
、
中
坂
分
枡

を
作

ら

ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。
こ

の
中
坂
分
枡

を
め
ぐ

る
水

論
は
後
述

の
「
中
坂
分
枡

の
水
論
」
に
記

す
の
で

こ
こ
で

は
枡

の
大

き
さ
に

つ
い
て
だ
け
記

す
。

明
治

六
年
に
で

き
た
中
坂
分
枡

は
、
大
泉
分
四
尺
、
吹
上
分

一
尺

で
あ
っ
た
。

そ
の
後
こ
の
水
を
田
用

水
に

す
る
権
利

を
得

る
こ

と
に

よ
っ
て
、
吹
上
側
か

六
寸

七
分
五
厘
、
大

泉
側
か
四
尺

二
分
五
厘

と
な
っ
て
、
今

日
に
及

ん
で
い
る
。
現
在

図4-6　 近代化された中坂分枡向って左側 が吹上分 ・右

側か大泉分である

は
図
４
ｊ
６
の
よ
う
に
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
り
に
な
っ
て

い
る

が
、
寸
法
は
明
治
一
五
年
の
ま

ま
で
あ
る
。

ウ
　
ニ
　
寸
　
口

大
泉
新
田
も
上
井
の
井
端
へ

で
て
来
て
汲
み
用
い
だ
け
の
権

利
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
述
の
と

お
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
明
治

六
年
に
な
っ
て
、
大
泉
新
田
は

新
た
に
大
泉
川
か
ら
「
中
井
」

を
ひ
く
権
利
を
取
得
し
た
。

取
為
替
規
則
ノ
事

一
、
大
泉
新
田
ニ
テ
吹
上
村
地
内
字
上
河

原
有
賀
宇
右
衛
門
持
地
先

二
新
堰
引

キ
候
分

水

ノ
儀
（

大
泉
新
田

へ
五
分

吹
上
村
へ
五
分

卜
相
定

メ
尤
モ
吹
上
村
古
田
渇

水
ノ
節
（

右

新

堰
ヨ
リ
互

二
融

通
致

ス
可

キ
事

但

シ
井
底
壱
尺

五
寸
深
サ
壱
尺
弐
寸
井
地
所

六
尺
幅

ニ
テ
吹
上
村
地
方
相
当
ノ
代
金

ヲ
以

テ
示
談
致

ス
可

キ
事

一
、
大
泉
新
田
此
ノ
節
新
堰
分
水
候

二
付
イ
テ
（

是
迄
在

り
来
リ
ノ
田
所
上
井

ヨ
リ
用
水

引

キ
来

り
候

工
共
以
来
半
減
引

キ
取

り
申

ス
可

シ
。
但

シ
残

り
五
分
通
リ
田
所

二
（

上

井

ヨ
リ
、
弐
寸
幅
掛
口
致

ス
可
キ
事

明
治

六
年
四
月

（
大
泉
区
有
文
書
）

こ
こ
で
新
堰
を
認
め
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
認
め
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
新
堰
は
図
４
－

４
の
ご
と
く
上
井
と
下
井
の
中
間
に
あ
る

の
で
「
中
井
」
と
呼
ば
れ
た
。
中
井
が
新
し
く
認
め
ら
れ
た
の
で
、
大
泉
新
田
で

は
上
井
か
ら
取
水
し
て
い
た
田
を
半
減
し
た
。
そ
れ
は
「
二
寸
口
」
と
い
う
分
水

で
、
枡
と
い
う
の
で
は
な
く
、
上
井
の
南
側
壁
を
二
寸
幅
だ
け
切
り
と
っ
て
取
水

図4-7　 二寸口取入口（大泉新田）大 泉新 田

バス停前，右上のきれまが二寸 口

す
る
も

の
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
中
井
に

つ

い
て
、
当
時

の
大
泉

の

代
表
は
次

の
よ
う
に

の

べ
て
、
伝
統

の
あ
る
こ

の
大
泉
川
水
系

の
大
変

革
を
訴
え
て

い
る
。

世
は
遷
り
変
り
て
明
治

の
御
代
と
な
り
、
廃
藩

置
県
飯
島
村
に
伊
那
県

を
置
く
、
之
を
廃
し
て

355



同

旨

昌

１

▽ 半

卜　　　
呵珍し、

-

-

よ

１
一

斗
諧

ヂ
謳

‐
|

＿１ｙ

海
胃

い

い

い

に

日 所

国 叶

ｽ三゙）

咄 Ｎ 粛

頌 三 ）

迄

日 叫吟 ら
心

心

Ｊ

淀 冶|||
←

←

六 大

Ｓ
池

励

眉
苫

ぶ

〉ﾃﾞ

削

Ｊ

庶

四

こ召

毒

ぶ

涸
詐

∞

Ｊ
淀

Ｊ

冲福

に
浙

田
丑

句|
謳

〉卜

知

噂

EΞ
≫

帚

斗

朗

心に

ふ
藻

づ

芯

冨
ぺ圃

ぶ
ぺ洵

←
会
圃

←
に=?

｀11 回
漕

函
ぷ

保
㈲

に;
引
命

UI
回
漕

第４章 水と村の生活

徊
ＩＴ
ｂ
ｊ
嶮

萍

斗
謳
ざ
浙
心
肺

Ｈ

図
漕
奘
逼

堕
ご

昇
　
　

浦
感
心

ン
帚
　
斗
朗
弓

窪
－「

芯

保
㈲

芯
回
心
二

回

ト

ト

ド
レ｛
リ

356

座 所 浴

こ ）

ＷＵＩ

て 三 〉ブ 五 大

Ｗ　　　 ぺ　　　　　 ぶ
七 ス ｙ 雨 百 八

コ 日 俳ﾝﾄ

目 脂 弓削

日 附沁

千浪

雪||| 侑

弓 川謳

立 言)
一 ‾ ‾二( ⊇)

弓 汁E 仔

J
つ

目 附 湖

‾ ﾀﾞﾉ ○ ‾ ‾ ‾

図4-8　大泉村内の配水図（明治8年）（原正秋資料）



水を求 めて第１節

松

本
に
筑
摩
県
を
置
き
斯
の
県
の
配
下

と
な
る
。
筑

摩
県

の
属
吏

本
山
盛
徳

と
い
う
人

あ

り
、
専

ら
奸
智
に
た
け
万
事
己
が
思
い
の
優
に
所
断

す
。
世

の
中

は
未

だ
大
名
政
治

の
習

慣
離
れ
ず
官
民
の
差
甚
だ
敷
く
県

の
属
官

に
て

も
人
民

は
昔

の
借

な
る
を
奇
貨

と
し
、
此

の
本
山
属
が
伊

那
郡
へ
来
り
入
会
又
は
水
利

の
事
に
付

い
て
理
非

に
係

ら
ず
佻

ぶ
る
者

贈

賄
す
る
も
の
の
意
見
通
り
に
専
断

し
為

め
に
処
々
村

々
に
新
井
筋
掘

り
取

り
又

は
分
枡
新

規
の
物
で
き
た
り
。

大

泉
の
大
芝
原

の
日

陰
沢
井

筋
も
此
の
時

に
約
束
出
来
明
治

八
年
に
掘

り
取

り
た
り
。
井

組
五
加
村
の
上
井

に
付

き
て
の
約
束

書
も
此
の
時
に
出
来

た
り

。
形

は
別
紙

の
如
く
で

あ

る
。
本

山
県
属

も
悪

事
露
顕

し
て
牢
獄

の
人
と
な
り
た
り

。
又
関
係
し

た
る
人
民
も
惣
代

等
は
多
少

の
罰

を
蒙

り
た
り
。

（
大
泉
中
西
文
書
）

明

治

の

新

政

と

い

う
時

勢

と
本

山

盛
徳

の
専

断

と
、

そ

れ
に

も

ま
し

て
乏

し

い

水

を

め

ぐ

る

住

民

の

悲

願

が
、

こ

の

よ

う

な
形

と

な

っ

て
、

新

た
に

中

井

を
認

め

二

寸

口

の

分

水

で

落

着

し

た

。

後

に

こ

の
中

井

が

上
井

と
交

差

す

る
所

、

字

塚
林

で

大

き

な
水

論

が
起

こ

り
、

大

審
院

の
決

裁

を
仰

ぐ

ま

で
に

至

っ

た

が
、

そ

れ

は
余

り
に

も
大

き

い

の
で

、

項

を
改

め

て

後

に
記

す

。

エ
　

大

泉

村

内

の
配

水

と

井

戸

上

井

と
下

井

を
合

水

し

て
、

よ

う
や

く
田

用

水

と

し

て

よ

り
も

生

活

用

水

と

し

て
大

泉

の
村

内

に

分

配

す

る

こ
と

が
で

き

た

。

そ

の
分

配

の
様

子

が

図

４
－

８

で

あ

る

。
「

わ

か

さ

れ
」

と

よ

ぶ
分

水

枡

が
村

の
西

方

に

三

つ
あ

っ

た

。
西

高

来

低

の
斜

面

を
横

切

る

よ

う
に

南

北

に

横

長

の
村

な

の
で

、

そ

の

わ

か
さ

れ

の
位

置

は

は

る

か
に

西

方

に

設

け

な

く

て

は

な

ら

な

い

。

ま

ず

「
原

町

わ

か

さ

れ
」

で

原

町

へ

、
次

に

「
市

場

わ

か

さ

れ
」

で

市

場

へ
、

さ

ら

に

「

中

村

わ

か
さ

れ

」

で

中

宿

へ
、

そ

れ

ぞ

れ

の
戸

数

に

応

じ

て
分

配

し

た

。

そ

れ

か
ら

各

々

の
家

へ
届

く
よ

う

に

い

く

っ

か
に

細

分

さ

れ

た

。
図

は
明

治

八
年

八

八
戸

へ

の
分

配

を

示

し

て

い
る

が

、

番

号

の

つ

い

た
家

は
元

禄

一
二

年

の
五

〇
戸

で

あ

る

か

ら
、

江

戸

時

代

を
通

じ

て

の
飲

用

水

系

図

で

あ

る
。

㈲
　

上

井

の

維

持

管

理

先

に

の

べ

た
上

井

の
成

立

は

な

か

な

か

の

難

事
業

で

あ

っ
た

。

そ

れ

に

も

ま

し

て

、

上

井

の
維

持

管

理

は

大

変

で

あ

っ
た

。
雨

が

二
、

三

日

も
続

け

ば
急

斜

面

の

井

は

跡
形

も

な

く

お

し

流

さ

れ

て

し

ま

う

。
元

禄

以

前

に
も

大

洪

水

と

山

崩

れ

で

大

破

し
、

箕

輪

領
内

の
寄

せ

人

足

で
井

筋

を
掘

っ
た

こ

と

も

あ

っ
た

。
元

文

五

年

二

七
四
〇
）
に

さ

し

だ

し

た

、
「
御

普

請

書

き
上

げ
帳

」

に

は
元

禄

元

年

（
一
六

八

八
）
か

ら

の
御

普

請

が

書

き

上

げ

ら

れ

て

い

る

。

御

普

請

と

い

う

の

は
自

分

た
ち

村

人

だ

け

で

な

く
、

役

所

の
助

成

に

よ

っ
て
工

事

す

る

こ
と

で

あ

る

。

こ

れ

を
表

の
形

に

し

て

略

記

し

て

み

る

と

次
表

の

よ

う

で

あ

る

。

元

文
五
年
「
御
普

請
出
来
形
帳
」

二

元

禄
七
年
戌
（
二（
九
四
）
板
倉
頼
母
守
　
　

大
破
　
　
　

領
内
寄
人
足
　

扶
持
米
五
合
宛

二

元

禄
一
四
年
巳
（
一
吉
一
）
辻
六
郎

左
衛
門
　

大

泉
川
／
切
　

百
石
百
人
　
　
　

同

一
、
享

保
二
年
酉
三

一
七
）
平
岡

三
郎
左
衛
門

大
洪

水
大
破

百
石
百
人
藤
寵
買

い
上
げ
同

一

、

享

保

三
年

戌
（
一
七
一（

）（
心

パ
皿

七

皿

匹

門

）
大

洪

水

大

破
　
　

同

一

、

享

保

四
年

亥
（
一
七
一
九
）（
匹

皿

づ
皿

づ
衛

門

）
仕

様

帳

ア

ジ

一

、
享

保

五
年

子
（
一
七
言

）
都

筑

藤

十

郎

（
六

年
丑

）

て

享

保

一

七

子
年
（
一
七
三
二
）
大

草

太

郎

左

衛

門

同

同
　
　

同

同　同

同　同

同　同

同
　
　
　
　

同
　
　

同
　
　

同

（
五

か
村
共
同
）

二

元

文
三
年
午
（
一
七
三（
）
室
七
郎
左
衛
門
　
（

皿
こ

押
出

村
役
人
足

樋
枠
買
上（

（

七

（
中
宿
文
言

こ
の
う
ち
で
元
禄
時
代
の
も
の
は
帳
面
が
大
火
で
な
く
な
っ
た
と
し
、
そ
れ
以

後
の
も
の
は
仕
様
帳
が
残
っ
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
は
見
当
た
ら
な

い
。
た
だ
六
番
目
の
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
に
つ
い
て
は
、
次
の
「
大
泉
村
明

細
帳
」
に
よ
っ
て
そ
の
規
模
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

昴y



第４章 水と村の生活

元
文
五
年
「
大
泉
村
明
細
帳
」

一
、
御
川
除
場
　

四
か
所
　

棚
場

八
拾
間
、
石

堤
場
三
百
間
余

、
蛇
龍
出

し
四
百
間
余
枠

出
し
六
拾
余

是
は
当
村
呑
水
御
座
無
く
候
て
大

泉
所
の
水
を
四

拾
丁
余

山
の
そ
ば
を
引

き
取

り
上
堰

に
仕
り
候
所
山
沢
殊
に
沢
々
を
掘
り
切

り
取

り
上
げ
申
し
候
故
百

姓
自
普

請
に
罷

り
成

り
申
さ
ず
候
所
前
々
よ
り
只
今

迄
御
入
用
下

し
置

か
れ
御
普

請
遊

ば
さ
れ
下

さ
れ
催

事

（
大
泉
中
西
文

書
）

こ

の
年

の
大

泉

村

高

が

六

二
四

石

余

で

あ

る

の
で

、

村

の
夫

役

で

「
百

石

百

人
」

で

あ

る

か

ら

六

二
四

人

が
出

、

そ

れ
以

上

の
人

足

に

は
扶

持

米

一
日

五

合

が

で

た
大

工

事

で

あ

っ

た

。
藤

龍

等

の
材

料

費

は
役

所

か

ら
負

担

し

て

も

ら

っ

て

も
、

災
害

の

た

び
に

村

の
負

担

は

重

い
も

の
で

あ

っ

た

。

な

お

こ

の
負

担

を

ど

の

よ

う
に

分

担

し

た

か
、

は

っ
き

り
し

た

こ
と

は

わ

か
ら

な

い

が
、

最

初

は
大

泉

村

だ
け

で

修

理

す

る
こ

と

が

多

か

っ

た

。
当

時

、

八
〇

戸

前

後

の
戸

数

で

、

こ

の
負

担

は
相

当

大

き

な

も

の
で

あ

っ
た

。

江

戸

後

期

の
天

保

コ

ー年

（
一
八
四
一
）
に

な

っ
て

も

、

五

加
村

で

分

担

し

た

か

ど

う

か

は
、

は

っ
き

り
し

な

い

。

大
泉
村
御
普
請
所
自
普
請
所
仕
来
り
書
キ
上
ゲ
帳

一
呑
水
用
水
井
堰
　
　
　

五

力
村
組
合

字

大

井

口
　

合
掌
枠
　

内
法
高
六
尺
　
下

横
六
尺
　

壱
力
所

同
　

所
　
　
　

続
　

枠
　

内
法
高
六
尺
　
　

横
六
尺
　

壱
力
所

字
山
ノ
神
沢
　

甲
蓋
樋
　

長
弐
間
壱
尺
横

六
間
　
　
　

壱

力
所

字

手

洗

沢
　

筧
　
長
拾
間
内
法
幅

三
尺
深

尺
五
寸
　
壱

力
所

字
　
同
　

断
　

筧
根

堅
メ
続
枠

内
法

高
六
尺
横

六
尺

二
力
所

天

保
十
二
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
大

泉
区
有
文
書
）

上
井

が

山

の

け

わ

し

い

所

を
横

切

っ

て

く

る

途
中

に

、

こ

の

山

ノ

神
沢

平

手
洗

沢

が

あ

り
、

湯

洞

と

い

う
崩

れ
や

す

い
所

も

あ

っ

て
、

災

害

は

ほ

と

ん

ど
毎

年

お

こ

る
。
し

か
し
小
さ

い
災
害

の
と
き
は
白
普
請
で
修
復
し
て
き
た
。

一
、
右
同
断
用
水
路

字
山
ノ
神
沢
下
　
谷
崩
レ
ニ
テ
井
淵
年
々
取
り
繕
イ
場
所
　
弐
力
所

字
手
洗
沢
　
　
　
霖
雨
ノ
節
年
々
取
り
繕
イ
場
所
　
　
　
　
弐
力
所

是
（

前
々
ヨ
リ
百
姓
入
用
ヲ
以
テ
普
請
仕
来
り
申
シ
侯

（
前
文
書
）

明
治
に
な
る
と
、
修
復
費
用

や
人
足
を
五
加
村
で
分
担
し
た
こ
と
が
は
っ
き
り

し
て

い
る
。
お
そ
ら
く
明
治
六
年
の
規
則

が
で
き
て
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
と
思

わ
れ
る
。
（
水
の
分
配
と
経
費
の
分
担
）
上
井

の
修
理
費

は
年

々
相
当

の
額

に

な

っ

た
。
明

治
初
年

、
五
か
年
間

を
表
に

し
て
み
る
と
次
表

の
と
お
り
で

あ
る
。

表
４
１
４
　
上
井
修
理
箇
所
と
修
理
費

明

μ　//　//　yy　Qム
治

六 五 四 三 二

酉 申 未 午 巳

年 年 年 年 年

年

号

修

理
箇
所

十
五

十 休 円 休 十
二　　 二　　 三
円 年 十 年 円

銭

十手

二洗
関沢

用
水
筧

十
三 四　　 五
十 十 十　 円

八 五 三 九 五円 円 円 円 干

銭

洗 大
沢井

マ
ロ

デョ

リ
手

三　　 四　　五
円 休 円 休 円
八　　五　　 三

十 年 十 年 十
銭　　 銭　　 銭

山

ノ
神
沢
甲
蓋

五
加
村
で
分
担
す
る
割
合
は
果
た
し
て
何
を
根
拠
に
し
て
、
あ
れ
ほ
ど
精
細
な

比
率
に
し
た
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
た
だ
、
こ
の
費
用
の
あ
と
に
は
必
ず
当
時
の

村
高
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
村
高
を
基
礎
に
し
て
、
大
枡
の
分
水
量
で
富
田
中

曽
根
分
を
割
り
出
し
、
下
井
や
中
井
そ
の
他
の
水
使
用
量
や
、
当
時
の
人
口
戸
数

を
勘
案
し
て
、
他
の
三
か
村
の
比
率
を
た
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

上
井
は
五
加
井
で
あ
る
の
で
、
五
か
村
で
維
持
管
理
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
、
ま
た
成
立
の
事
情
か
ら
い
っ
て
大
泉
井
の
感
も
あ
る
。
そ
う
し

た
慣
習
が
昭
和
の
今
に
な
っ
て
も
残
り
、
大
泉
主
導
が
当
然
で
あ
る
と
し
て
も
、

大
泉
井
に
協
力
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
風
潮
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
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そ
こ
で
、
明
治

初
年
に

で
き
た
「
五

加
耕
地
約
定
証
」

は
そ

れ
を
は

っ
き
り
さ

せ
て
、

あ
く
ま
で
五

加
井
組

の
共
同
責
任
で
あ

る
こ
と
を
認

め
あ

っ
た
も

の
で
あ

っ
た
。

五
力
耕
地
修
繕
約
定
証

字
大
泉
所
流
水
上
井
（

従
前
ヨ
リ
／
切
り
楊
ゲ
井
（

井
組
五
力
耕
地
用
水
二
相
用
イ
候
処

年
々
数
度
欠
落
ノ
箇
所
モ
之
有
り
其
ノ
時
々
釘
漏
ノ
修
繕
ヲ
加
工
侯
処
今
般
更
二
箱
樋
ヲ

用
イ
井
筋
ノ
修
繕
ヲ
致
ス
ベ
キ
事
二
双
方
協
議
行
キ
届
キ
候
間
永
遠
左
ノ
方
法
ヲ
以
テ
修

繕
致
ス
ペ
キ
事

第
壱
条
　
箱
樋
欠
落
ノ
箇
所
（

勿
論
難
場
ヲ
シ
テ
年
々
営
繕
ヲ
加
へ
楊
ゲ
ロ
マ
デ
落
成
致

ス
ペ
キ
事

第
弐
条

第
参
条

五

力
耕
地
古
田
ノ
義
（

明
治
八
年
約
定
書
ノ
通
り
相
守

り
申
ス
ペ
キ
事

（
マ
マ
）

若

シ

天

災

等

ニ

テ

路

線

等

欠

ケ

崩

レ

難

場

之

有

ル

時

（

相

当

ノ

木

財

ヲ

用

イ

修

繕
致

ス
ベ
キ
事

第
四
条
　

諸
入
費
等
（

是
迄
ノ
通
り
井
組

立
チ

会
イ
ノ
上

割
賦
致

ス
ペ
キ
事

右
ノ
通
り
約
定
候
上
（

永
ク
違
背
有
ル
間

敷
ク
依
テ
連
署
候

処
件

ノ
如

シ

（
大

泉
区
有
文
書
）

こ

れ

は

五

か

井

が

五

加

耕

地

の

五

加
井

組

の

も

の
に

な

っ

た

こ

と

を
、

明

記

し

た

も

の

で

あ

る

。

毎

年

の

よ

う
に

災

害

は

お

こ

る
、

あ

ち

こ

ち

の
難

場

の
修

復

に

は

多

く

の
木

材

も

必

要

で

あ

る

。

そ

こ

で

次

の

よ

う
に

「

恋
久

保
」

と
称

す

る
共

有

林

も

保

有

し

た

。

呑
用

水
井

組
五
耕
地

定
約

書

今
般

五
耕
地
持
林
西
箕
輪
村
地
内
字

恋
久

保
千
百

九
拾
番
此

の
反
別
弐
反
五
畝
四
分

の
場

所
別
紙
絵
図
面
の
通
り
相
違

之
無

く
候
間
向

後
不
都
合
之
無

き
為
協
議
取
り
極
め

か
条
左

に
記
す

（
マ
マ
）

第

一
条
一
、
供

有
持
林
御
指
令
井

び
に
御
証
巻

は
大
泉
耕
地
総
代
田
中
喜

七
原
信

一
清
水
三
次
殿
へ
預

け
置

き
候

事

第

二
条

て

供
有
持
林
小
作
預

け
の
義

は
吹
上
耕
地
有
賀
忠
左
衛
門
有
賀
文
三
有

賀
伝
四
郎
有
賀
与
右
衛
門
右
四
名
ヘ

ー
か
年
金
拾
銭
と
相
定
め
預
け
置
き
候
事

但
し
小
作
年
貢
の
義
は
来
る
明
治
十
二
年
よ
り
二
十
一
年
迄
十
か
年
の
間
毎
歳
上

井
入
費
割
合
の
節
出
金
致
す
べ
く
且
つ
木
立
盛
木
に
相
成
り
候
様
精
々
致
す
べ
き

事第
三
条
　

て

林
見
廻
り
の
儀
は
毎
年
上
井
井
凌
い
の
節
五
耕
地
立
合
い
の
上
検

査
致
す
べ
き
事

第
四
条
　
一
、
木
立
盛
木
に
相
成
り
催
上
は
上
井
営
繕
費
に
相
用
い
候
事

但
し
盛
木
に
相
成
り
売
却
致
し
候
節
は
是
迄
の
通
り
営
繕
割
合
に
応
じ
割
賦
致
す

べ
く
候
事

右
か
条
の
通
り
確
守
致
す
べ
く
候
後
証
の
た
め
連
署
致
し
置
き
候
也

明
治
十
一
年
十
二
月
十
二
日

（
大
泉
区
有
文
書
）

こ
の
よ
う
に
、
五

か
耕
地

で
林

を
取
得
し
、
樹
木

を
育
成
し
て
、
そ

の
修
繕
費

用
に

あ
て
、

た
び
重
な
る
災
害
に
対
処

し
た
も
の
で

あ
る
。

な
お
、
当
時

は
吹
上

が
最

も
上
流
で

あ
る
関
係

か
ら
、
難
場
災
害

の
見
廻
り
も

し
て
い
た
ら
し
く
、

次
の
よ
う
な
通
報
に

よ
っ
て
井

を
救

い
、
足
銭
を
も
ら

っ
て

い
る
。

五
か
耕
地
養
水
路
の
内
宇
恋
久
保
西
大
破
相
成
り
候
間
直
に
御
検
査
の
上
取
り
繕
い
致
し

度
く
候
間
右
耕
地
へ
御
報
知
の
上
取
繕
い
之
有
り
度
く
欽
也

（
明
治
）
十
年
十
月
十
六
日
　
　
吹
上
耕
地
総
代

大
泉
耕
地
　
御
惣
代
御
中

足
銭
三
銭
御
払
い
下
さ
る
べ
く
候

（
大
泉
区
有
文
書
）

こ
の
よ
う
な
通
報
慣
例

は
そ

の
煩
に

た
え
な

い
の
か
、
吹
上
区

の
拒

む
と
こ

ろ

と
な
っ
た
の
で
、
大
泉
土
木
部
長

の
仕
事
に
な

っ
て

い
る
。
こ

の
仕
事
は
大
雨

の

た
び
に
大
泉
所
山

ま
で

は
せ
参

じ
て
い
き
井
堰

の
監
視

の
苦
労
は
並
大
抵

の
も

の
　
5
9

で
は
な
い
。
そ
れ
と
一
度
崩

れ
た
水
路
に

は
一
滴

の
水
も
流

れ
な

い
の
で
、
敏
速
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図4-9　 災害にそなえる応急水路

(大泉消防 屯所裏においてある)

な
応
急
処
置
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
大
泉
の
屯
所
裏
に
は
鉄
製
の
応
急
水

路
が
置
い
て
あ
り
災
害
に
対
処
し
て
い
る
。

㈲
　
上
井
の
水
論

ア
　
田
潰
し
田
戻
り
水
論
（
吹
上
村
と
）

上
井
は
枡
を
設
け
て
、
千
分
率
以
上
の
詳
し
さ
で
水
の
分
量
を
き
め
た
。
そ
の

割
合
は
し
か
る
べ
き
根
拠
が
あ
っ
て
お
互
い
に
納
得
し
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
根
拠
は
ど
の
よ
う
な
要
素
で
ど
の
よ
う
な
慣
行
に
即
し
た
も
の
か
、
明
ら
か

に
し
た
い
点
で
あ
る
が
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
ど
の
枡
の
き
め
に
も
、

以
後
決
し
て
新
田
は
つ
く
ら
な
い
、
番
人
の
い
ら
な
い
枡
口
に
し
よ
う
と
約
束
し

て
い
る
。

し
か
し
、
現
実
に
は
新
田
が
時
と
し
て
造
ら
れ
、
番
人
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
水
争
い
が
お
こ
る
。
水
を
間
近
か
に
眺
め
な
が
ら
権
利
の
少
な
い
上
流
の
村

と
、
権
利
は
多
く
あ
る
が
水
が
届
か
な
い
下
流
の
村
と
の
水
の
争
い
は
、
宿
命
的

と
も
い
う
べ
く
あ
と
を
た
た
な
い
。

実
際
に
土
井
が
で
き
た
江
戸
初
期
に
は
、
大
泉
川
の
水
を
不
法
に
用
い
て
田
を

作
っ
た
場
合
、
吹
上
村
で
も
す
な
お
に
田
潰
し
が
行
な
わ
れ
た
。
荒
地
を
田
に
す

る
非
常
な
労
力
も
、
水

の
権
利
が
な

い
と
抗
議
さ
れ
る
と
、
も

っ
と
も
な
こ
と
と

し
て
田
潰
し
が
行
な

わ
れ
た
・

宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
の
「
証
文

ノ

事
」
で
も
　

屁

吹
上
村

の
北
原
絵
図

の
中
へ
上
井

筋
を
画

い
た
が
、
こ
れ
は
飲
水
だ
け
で
田

な
ど

一
切
作
ら
な

い
か
ら
了
承
し
て
ほ
し

い
と
、
吹
上
村
名
主
以
下

一
〇

名
が
連
署

し

て

い
る

の
は
先
述

の
と
お
り
で
あ
る
。

そ
ん
な
と
き
、
吹
上
村
の
文
内

ほ
か
が
大

泉
川
原

筋
へ
新
田

を
作
っ
た
。
こ
れ

は
け
し
か
ら
ん
と
吹
上
村
の
名
主
以
下
村

役
人
が
そ
の
非

を
認

め
、
本

人
た
ち
も

一
度
は
抵
抗
し
た
も
の
の
、
こ
れ
に
従

っ
て
田

潰
し
を
行

な
っ
た
。

証
文
ノ
事

此
ノ
度
我
等
共
儀
大
泉
川
原
筋
畑
林
丼
地
先
等
ヲ
新
田
二
起
シ
立
テ
候
二
付
キ
各
御
村
方

ヨ
リ
相
潰
シ
候
様
仰
セ
遣
ワ
サ
レ
候
所
相
遺
シ
申
ス
間
敷
夕
侯
旨
相
答
工
侯
二
付
キ
御
公

辺
ニ
モ
成
サ
ル
ペ
キ
段
御
尤
モ
至
極
二
御
座
侯
。
先
年
宝
永
年
中
北
原
論
ノ
尚
当
村
ヨ
ジ

大
泉
村
へ
証
文
入
レ
置
キ
候
訳
殊
二
渇
水
場
ノ
儀
二
御
座
候
工
共
何
分
ニ
モ
新
田
起
シ
立

テ
候
段
不
調
法
二
御
座
候
。
茲
二
因
ツ
テ
羽
広
村
善
右
衛
門
殿
半
平
殿
御
頼
ミ
各
衆
中
へ

御
無
心
申
シ
御
公
辺
御
止
メ
下
サ
レ
則
チ
右
ノ
新
田
相
潰
シ
申
シ
候
。
然
ル
上
（

上
井
筋

（

勿
論
大
泉
川
原

筋
ニ
テ
モ
新
田
起

シ
立
テ
申
ス
間

敷
ク
候

後
日

ノ
タ
メ
働

ツ
テ
件

ノ
如

シ

吹

上
村
　

地

主
　
文
内
⑩

宝
暦
十
三
年
未

二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断
　

新
蔵

⑩

合
地
　

甚
四
郎
⑩

大

泉
村
　

衆
中

富
田
村
　

衆
中

大

泉
新
田
衆
中

中

曽
根
新
田

衆
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
中
宿
文
書
）

こ

れ
に

は
吹

上

村

名

主
以

下

の
添

え

書

か

お

り
、
宝

永

年

中

二

七
〇
四
～
一

こ

の
証

文

も

あ

る

こ

と

だ
し

、

殊

更

、

飲
田

用

水

が
渇

水

で

あ

る

か

ら
、

羽

広

村

両

人

に

お
願

い
し

て
、

表

沙

汰
に

せ

ず
内

々

で
潰

さ

せ

た

。
以

後
決

し

て

こ

ん
な

こ
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と
は

い
た
さ
せ
な

い
と
、
三
人
が
連
署
し
て
四
か
村
に
誓

っ
て

い
る
。
そ
し
て
扱

い
人

の
署
名
が
次

の
よ
う
に
な

っ
て

い
る
。

右
ノ
通
り
相
違
御
座
無
ク
候
後
日
ノ
タ
メ
但
ツ
テ
件
ノ
如
シ

羽
広
村

扱
人
　
善
右
衛
門
⑩

同
断
　
半

丘（

衛
⑩

右
四
か
村
衆
中

（
中
宿
文
書
）

こ
こ
で
注
意
し
た

い
の
は
、
上
井
筋
ば

か
り
で
な
く
、
大
泉
川
原
筋
も
決
し
て

田
を
作
ら
な

い
、
作

っ
て
は
な
ら
な

い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

宝
暦

コ

二
年

二

七
六
三
）
の
こ

ろ
は
ま

だ
上
記

の
よ

う
で
あ

っ
た
。

江
戸
後
期
に
な
る
と
そ
の
様
相
が
変

わ
っ
て
き

た
。

文
化

一
〇
酉
年
（
一
八
一

三
）
に
松
本
役
所
へ

だ
し
た
「
差

シ
上
ゲ
申

ス
済

口
証
文

ノ
事
」
に
は
、
大
泉
村
の

名
主
対
吹
上
村
名
主
の
田
潰
し
の
一
件
が
起
こ

っ
て

い
る
。
そ
の
こ
ろ
吹
上
村
で

は
し
き
り
に
畑
田
成
り
（
畑
を
田
に
す
亘

を
し
た
り
、
切
添
田
（
田
の
続
き
を
切
り

広
め
た
田
）
を
こ
し
ら
え
て
い
た
。

そ

の

た
め
用
水
が
大
泉
へ
届
か
な
く
な

っ
て

い
る
か
ら
、
こ

れ
を
潰
し
て
ほ
し

い
と
訴
え
出
た
。
相
手
方
吹
上
村
の
役
人
を
呼

び
だ
し
吟
味
を
し

た
結
果
、
下

手
良
村
四
郎
兵
衛
と
松
島
村
平
左
衛
門
が
仲
に
入

っ
て
和
談
が
で
き

た
。
そ

れ
は
円
満
に
話
が

つ
い
た
と
は

い
う
も

の
の
、
吹
上
村

で
新
し
く
造

っ
た
一
町
六
反
歩
余
（
一
六
〇
ａ
）
を
残
ら
ず
取
り
潰
す

と

い

う

当

然
と

は
い
う
も

の
の
厳
し

い
も

の
だ
っ
た
。

差
し
上
げ
申
す
済
口
証
文
の
事

和
談
内
済
仕

り
侠
趣
意
左
に
申
し
上

げ
奉

り
候

（
訴

訟

方

役

人

連

署
）

（
相

手

方

″
　

″

）

（
取

曖

人
　
　

連

署

）

松
本
御
役
所

こ

の
結

果

は
次

の

一
札

に

よ

っ
て

実

行

さ

れ

た

こ

と

が

わ
か

る

。

一
札

の
事

此

の
度
吹
上
村
切
り
添
え
田
相
潰
し
候
条
和
談
内
済
致
し
侯
上
は
切
り
添
え
田
し
ら
べ
は

延
引
無
く

七
月
中
に
致
し
申
し
候
也
念

の
た
め
依
っ
て
件

の
如
し

酉

六
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

取
曖
人
　
下

手
良
村
　

四
郎
兵
衛
⑩

大
泉
村
　

名
主
五
郎
左
衛
門
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
し
ま
村
　

平
右
衛
門
⑩

百
姓
代
宇
右
衛
門
殿

（
中
宿
文
書
）

上

井

は
大

泉

村

の
田

用

水

で

は
な

く
て

飲

用

水

で

あ

る

の
に

、

吹

上

村

は
飲

用

水

に

は

こ
と

か

か
な

い

の
で

田

用

水

を
求

め

て

い

た

。
上

流

の
吹

上

村

は
折

あ
ら

ば
畑

を
田

に

し

た

い
、

そ

れ
が

見

つ

か

る
と

田

潰

し

を

さ

れ

る

。
大

泉

で

は
や

む

な

く
田

畑

成

り

を

す

る

の
に

、

吹

上

で

は
畑

田

成

り

を
望

む
と

い
う

、

明

暗

を
分

け

た
争

い
が

く

り

か
え

さ

れ

た

。
次

の
文

政

九

戌

年

（
一

八
二
六
）
に

と

り

か

わ

さ

れ

た
証

文

は

そ

れ

を
語

っ

て

い

る

。

吹

上

村

で

お
願

い
し

た

の

は
、

先

年

、

大

泉

村

の
飲

用

水

が

不

足

し

た

た

め
、

吹

上

村

田

高

の

う

ち
五

反

四

畝

一
五

歩

の
田

を
畑

に

す

る

よ

う
仰

せ

付

け

ら

れ

た

。
と

こ

ろ

が
大

泉

村

の
飲

用

水

も

不

足

し

な

く

な

り
、

畑

が
田

作

戻
る

こ

と

を

許

す

よ

う
に

な

っ

た

の
で

、

吹

上

村

の
畑

も

田

作

戻
し

て

ぽ
し

い
と

い

う

の
で

あ

っ

た

。

こ

れ

も

簡
単

に

は
解

決

し

な

い

で
、

お
役

人

の
見

分

を

う

け
裁

可

し

て

も

ら

っ

て

よ

う

や

く

こ

と

が

き

ま

っ

た

。

吹

上
村

で
田

を
畑

に

し

て

あ

っ

た

五
反

余

の
田

は

上
井

か

ら

で

な

く
下

井

か

ら

引

水

す

る

。

そ

の
代

わ

り

吹

上
村

地
内

へ

箱

樋

を

こ

し

ら

え

漏

水

の

な

い

よ

う

に

す

る

。
大

境

か

ら

八

〇

開

上

で

堰

ぎ

こ

ん

だ
下

井

の

楊

げ

口

か

ら

、

一

八

開
半

は

箱

樋

を

造

ら

ず

、

残

り

の
六

〇

間

半

は

箱

樋

を

造

る

。

そ

う

し

て

吹

上

村

で
畑

を

9
2
1
に

立

ち

戻

し

た

う

え

は

、

大

泉

で

新

田

を

開

発

し

て

も

何

の

申

し

分

も

な

い
。

錨7

一
、
吹
上
村
古
田
子

高
入

れ
新
田
共
／
反

別
壱
町

六
反

歩
余

の
卯
切

り
添
え

残
ら
ず
此
の

度
相
潰

し
申

し
候

事

文
化

十
酉
年

六
月
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ま
た
田

戻
り
に

か
ず
け
て
一
分

一
鍬

も
余
分

の
田

を
こ
し
ら
え
て
は
な
ら
な
い
。

な

ど
な

ど

が
き

ま

っ

た

。

―

一

一

取
り
替
ワ
セ

シ
証
文
ノ
事

…
…
御
役
人
衆
中
様
御
越

シ
…
　

熟
談
仕

り
候
趣
左
ノ
通
リ

二

吹
上
村
田
畑
成
り
五
反
四
畝
十
五
歩
ノ
分
下
井
用
水
ヲ
以
テ
田
方
二
致
シ
申
ス
ペ
キ

事右

二
付

イ
テ
（

下
井
筋
減

水
致

ス
ベ
キ
ュ
付

キ
大

泉
村

ニ
テ
吹
上
村
地
分

へ
箱
樋
取

り
立
テ
洩

レ
水
之
無
キ
様
致

ス
ペ
シ
、
尤

モ
大
境

ヨ
リ
ハ

拾
間
上

ニ
テ
堰
込
ミ
箱
樋

ノ
義
（

楊
ゲ
ロ
ヨ
リ
拾
八
間
半
引

キ
下

ゲ
六
拾
壱
間
半
ノ
間
都
合
次
第

二
仕
立
テ
串

ス
ベ
キ
事

但

シ
箱
樋
囲

イ
ノ
ク
メ
水
際
枠

等
仕

立
テ
候
共
吹

上
村

差
シ
障
り
相
成
ラ

ザ
ル
様

致

ス
ベ
キ
事

二

吹
上
村

ノ
儀
田
畑
成

リ
ノ
分
田

二
立
戻

シ
候

上
（

大

泉
村

ニ
テ
田
畑
成

り
井

ビ
ニ
新

田
開
発
等
イ

ク
シ
御
年
貢
相
納

メ
候
共
申
分
之
無

キ
事

但

シ
胆

戻
り
二
事
寄

セ
壱
分
壱

鍬
ク
リ
ト

モ
余
分

ノ
田
方
拵

工
申

ス
間
敷

キ
事

二

大
泉
村
ノ
儀
渇
水
ノ
年
柄

二
候
共
楊
ゲ
場
ロ
ノ
義
土
俵
又
（

石
芝
等
ヲ
以
テ
堰
ギ
揚

ゲ
申

ス
ベ
キ
事
、
万
一
出
水
ノ
節
古
田
損
地
ニ
モ
相
成
ル

ベ
キ
肱

二
候
ワ
バ
吹
上
村

ニ
テ
取
り
払
イ
申

ス
ベ

ク
候
吹
上
村
古
田
（

申

ス
ニ
及
バ
ズ
此
ノ
度
取
拵

工
候
田
方

楊
ゲ
ロ

ヘ
決

シ
テ
差

シ
障
り
申
ス
間
敷
キ
事

但

シ
徒
万

間
敷
義
相
慎
ミ
申
ス
ペ
キ
事

一
、
吹
上
村
井
堰
楊
ゲ
ロ
ノ
義
／
切
り
申
ス
間
敷
ク
候
呑
用
水
渇
水
ノ
節
（

取
払
イ
通
ス

ベ
キ
事

一
、
吹
上
村
胆

戻
り
出
来
ノ
場
所
ノ
義
【

羽

広
下

道
上
下
外

二
字
中
河

原
林
ノ
分

】
場

右

二
場
所

ニ
テ
五
反

四
畝
十
五
歩
拵

工
申
ス
ベ
ク
侯
。
普

請
イ
タ
シ
候
節
（

大

泉
村

ヨ

リ

立
チ
合

イ
申
ス
ペ
キ
規

定
二
候

事

但

シ
大

泉
村

箱
樋
ロ

ヨ
リ
吹

上
村

往
古

ヨ
リ
持
田

三
枚

へ
分

水
遣
ス
ベ
ク
候

尤
モ

落
水
（

箱
樋

へ
入

レ
申

ス
ペ
キ
事

右

ノ
通
り
熟
談

相
整

イ
候
上
（

永

久
堅

ク
相
守

り
申

ス
ベ
キ
儀
之

二
依

ツ
テ
取
替
ワ

セ
シ

一
件

ノ
如

シ

文
政

九
戌

八
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
大
泉
村
三
役
連
署
）

（
吹
上
村
三
役
連
署
）

松
本
御
役
所

（
中
宿
文
書
）

こ

こ

で

「

下

井

」

と

あ

る

の

は
大

泉

の
下

井

で

な

く

、

引

揚

げ

た

上

井

に

対

し

て

大

泉

川

原

沿

い

の
残

水

の
井

と

い
う

こ

と

と

思

わ
れ

る

。

そ

の
上

井

が

渇

水

の

時

は

こ

れ

を

取

払

う

と

い
う

条

件

が

つ

い
て

い
る

が

、

こ

れ

を

四

耕

地

へ

次

の
よ

う

な

一

札

を

入

れ

て

上

井

に

は

迷

惑

を

か

け

な

い
と

保

証

し

て

い
る

。

一
札
ノ
事

一
、
当

村
渇
水
ノ
節
田

畑
成
り
相
成

り
罷

り
在

り
候

処
当
戌
年

毘
戻
り
相
願

イ
候

二
付

キ

富
田
村
大

泉
新
田
中
曽
根
新
田

渇
水
ノ
節
後
難
之
有

ル
ニ
ョ

リ
掛

ケ
合

イ
成
サ

レ
侯

処

胆

戻
り
出
来
致

シ
候
上
（

先
規

ノ
通
リ
上
井

へ
差
障

り
申

ス
間

敷
夕
念

ノ
ク
メ

ー

札

差

シ
出

シ
候
　
　

依

ツ
テ
件

ノ
如

シ

文
政
九
戌
年

大
泉
新
田御

名
主
殿

吹
上
村
　

文
左
衛
門
⑩

庄
右
衛
門
⑩

藤
右
衛
門
⑩

（
中
宿
文
書
）

上
井

は
あ
く
ま
で
優
先
権

が
あ
っ
て
、
渇
水
に
な

れ
ば
こ

れ
ら
新
し

い
井
口

は

と

ざ
さ

れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ

る
。

さ
て
、
こ

の
田

戻
り
も
で
き
大
泉

の
下
井

の
楊
げ
口
も
で
き
、
吹
上
村
三
枚
の

田

の
水
も
保
証
さ
れ
た
の
で
一
件
落
着
か
と
思

わ
れ
た
が
、
新
田

造
り
・
ｍ

潰
し

の
こ
と
は
依
然
と
し
て
起
こ

っ
た

。

「
御

許
容
規

定
相
破

り
新
田
拵

工
候

二
付

キ
潰

シ
方
出
入
」

と
い
う
訴
状

が
天

保
五
年
（
一
八
三
四
）
四
月
吹
上
村

を
相

手
ど
っ
て

大
泉
村

か
ら
出
さ
れ
て

い
る

。

屁2
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こ

れ
は
全
く
は
げ
し

い
口
調
で
、
吹
上
村

の
新
田
造
り
を
怒
り
、
言
語
道
断
だ
と

か
理
不
尽

だ
と

か
不

当
不

法
と
か
な
じ

っ
て

い
る
。
大
泉
側
か
ら

い
え
ば
、
な
ら

ぬ
勘
忍
を
し
て
、
あ
え
て
五
反
余

の
水
田

の
田
戻
り
を
認
め
て
や

っ
た
の
に
、
何

た
る
こ
と

だ
と

い
う
訴
状
で

あ
っ
た
。

こ

の
訴
状
に
対
し
て
、
同
年
九
月
に

だ
さ
れ

た
「
差

シ
上
ゲ
申

ス
済
口
証
文
ノ

事
」
に
よ

る
と
次

の
よ
う
な
結
果
と
な

っ
た
。

大
泉
村
は
流
末
で
用
水
に
難
渋
し
て

い
る
の
で
、
流
上

の
吹
上
村
と
畑
田
成
り

の
出
入
が
数
度
も

あ
っ
た
後
、
よ
う
や

く
文
政
九
年
（
一
八
三
（

）
の
規

定

が

取

り

加
わ
さ

れ
た
。
こ

の
規
定
で
双
方
納
得
し

た
わ
け
で
あ

る
が
、
そ

れ
か
ら
後
も

規
定

を
破

る
出
入
り
が
幾
回
も

お
き
て

い
る
。
や
む
な
く
訴
訟
を

お
こ
し

た
と
こ

ろ
、
田
畑
村

の
六
兵
衛
と
神
子
柴
村

の
佐
太
郎
が
立

ち
合

い
、
こ

の
争

い
が

ま
と

ま
っ
た
。

吹
上
村

の
主
張
は
、
田
戻
り
五
反
四
畝
一
五
歩
は
羽

広
道

の
上
下

の
三
反
五
畝

二
歩

コ
二
枚

の
田

だ
け
で
、
ま

だ
一
反
九
畝
一
三
歩
残

っ
て

い
る
と

い

う

に

あ

る
。
と
こ

ろ
が
吹
上
で
は
も
う
大
泉
で

は
用
水
不
足

は
な
い
と
心
得

た
の
か
、

こ

の
春
新
規
の
田

を
六
枚
と
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
の
起

き

返

り
（
荒
れ
た
地
の
復

旧
）
と
称
し

て
二
枚
合
計

八
枚

の
田

を
こ
し

ら
え

て
し

ま
っ
た
。

だ
が
御
役

人
に

調
べ
て
も
ら

っ
た
が
七
枚
は
芝
地
を
新
し

く
田
に
し

た
も

の
で

あ
っ
た
。
た
と
え

残
り
一
反
九
畝

の
分
で

あ
っ
て
も
、
両
村

が
立
ち
合

い
の
上
、
田

ご
し

ら
え

す
る

約
束
で
あ

っ
た
が
、
こ
と

わ
り
も
な

か
っ
た
。
こ

ん
な
し

ま
つ
で

は
御
吟
味

を
う

け
て
も
申
し
分
け
が

た
だ
な

い
。
今
度
御
見
分

を
う
け

て
み

る
と
、
三
反
五
畝
二

歩

の
田
は
、
一
反

七
畝
も
切
り
添
え
や
切
り
開

き
を
し

て
広
く
な
っ
て
い
る
。
そ

の
年
貢
も
納

め
て
い
な

か
っ
た
の
で
、
吹
上
村

は
不
行
届

き
の
吟
味

を
う
け

た
。

そ
こ
で
こ

れ
ら
の
田

は
全
部
潰
し

て
し

ま
う
は
ず
だ
っ
た
が
、
大
泉
村

が
寛
容

の
心

で
勘
弁
し
、

七
枚
は
そ
の
ま
ま
に
し

て
お
い
て
よ
い
と
話

が
き
ま
っ
た
。
こ

の
寛
大

な
処
置

を
と

っ
た
う
え

は
、
流
米

が
減
水
に
な

ら
な
い
よ
う
に
、
大
泉
村

下

井

楊

げ

口

は

羽

広
下

道

の
下

方

か

ら

堰

き

上

げ

て

も

よ

い
。

そ

の

井

筋

は

漏

水

の
多

い
所

な

の
で

箱

樋

の
普

請

を

す

る

が

、

そ

の

手

伝

い
と

し

て

吹

上

村

か

ら

包

み

金

を

差

し

出

す

。

吹

上

村

の
田

七

枚

は

相

当

の
年

貢

を

こ

の
年

か

ら

差

し

上

げ

、

何

れ

検

地

の

時

は
正

規

の
御

高

に

入

れ
る

。

そ

し

て

先

の
規

定

を

守

っ
て

、

一

分

一

鍬

も

新

開

や

切

添

え

を
し

な

い
ば

か
り

で

な

く

、

今

後

は
古

田

が

流

れ

た

場

合

で

も

大

泉

立

ち

合

い
で

復

旧

し

、

立

ち

入

り

人

が

入

っ
て

絵

図

を

こ

し

ら

え

て

お

く

。

こ

の
よ

う

に

天

保

五

午

年

九
月

に

話

が

ま
と

ま

っ

た

。

こ

の
包

み

金

は
金

五

両

で

あ

っ
た

。
箱

樋

が

い

た

ん

だ
ら

人

足

三

、

四

人

も

だ

す
と

、

次

の

よ

う

な
規

定

が
で

き

あ

が

っ

た

。

別
紙
規
定
ノ
事

一
、
包
ミ
金
ノ
儀
（

金
五
両
卜
相
定

メ
内
三
両
（

当
金
差

シ
出

シ
残
金
弐
両
ノ
儀
（

普
請

皆
出
来

ノ
上
差

シ
出

シ
申

ス
ペ
キ
事

て

満

水
ノ
節
井
筋
井

ビ
ニ
箱
樋
等
損
ジ
侠

ワ
バ
吹
上
村

ヨ
リ
見
舞
イ
ト

シ
テ
人
足
三
、

四

人
助

人
差

シ
詰

メ
罷

り
出
デ
供

々
取

り
繕

イ
申

ス
ペ
ク
其

ノ
余
ノ
儀
（

都

ベ
テ
文

政

戌
年
規
則
定

メ
通

り
双

方
堅

ク
相
守

り
申

ス
ベ
キ
事

一
、
吹

上
村
地
所

二
付

キ
大

泉
村

ニ
テ
井

ブ
チ
取

り
堅

メ
ノ

ク
メ
水
除

ケ
枠
等
入

レ
申

ス

共
吹

上
村

ニ
テ
故

障
之
無
ク
尤

モ
吹
上
村
古
田
差

シ
障
リ

ニ
相
成
ラ
ザ

ル
様
取

り
扱

イ
申
ス
ペ
キ
事

天

保
五
午

年
九
月

（
中
宿
文
書
）

こ

れ
に

は
両

村

名

主
以

下

役

人

と
両

名

の

立

入

り
人

が
連

署

し

て

い

る

。

そ

の

上

、

今

後

は

一
切

切

り
添

え

を
し

な

い

と

い

う
吹

上

村

の

一
札

が

だ

さ

れ
念

お
し

を

し

て
田

起

こ

し

を

禁

じ

て

い

る

。

取
替

ワ
セ
シ

ー
札

ノ
事

今

般
田

方
切

り
添

エ
ノ
場
所
御
見
出

二
付

キ
当
村

二
少

々
切

り
添

工
之
有

り
侯
処
御
村
方

勘

弁
ノ
上
御
検
地

請
ケ
奉

り
候

之
二
依

ツ
テ
先
年
規
定

ノ
通

り
以
来
（

切

り
添

工
等

ノ
儀

涯4



第１節　水 を求 めて

一
切
仕

ル
間

敷
ク
候
念

ノ
タ
メ
依

ッ
テ
件

ノ
如

シ
吹
上
村
　

名
主

組
頭

百

姓
代

作

左
衛
門

喜 定

十 吉

大
泉
村
御
名
主
衆
中

（
中
宿
文
書
）

こ
れ
で
吹
上
村

と
の
田

潰
し

一
件

は
終

っ
た
よ
う
に
見

え
た
が
さ
ら
に
翌
年
こ

の
実
施
に
当

た
っ
て
行
違

い
が
生

じ
、
再

々
度
争

い
が
起

こ
っ
た
。
天

保
六
来
年

（
一
八
三
五
）
四
月
大
泉
村

か
ら
松
本

の
役
所

へ
だ
さ
れ
た
「
差

シ
上

ゲ

申

ス
済

口
証
文

ノ
事
」
に

よ
る
と
次

の
よ
う
で

あ
っ
た
。
今
度

は
神
子
柴
村

の
佐
太

郎
と

松
本
町
郷
宿

の
与
三
兵
衛

が
立
入

り
人

と
な
っ
た
。

そ
れ
は
、
大

泉
村

で
用

水
路
の
揚

げ
口
掘
り
立
て
の
揚
所
が
吹
上

村
の
作
左
衛

門
彦

左
衛
門

の
所
有

の
芝
地

で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
だ
と
井

筋
が
格
別

曲
が
っ
た

羽広道付近の現況図4-10 の田潰し が行な われた所図4-11

所

は
柳

の
木

を

相

談

の

上
伐

っ

て

も

よ

ろ
し

い

が
、

他

は
伐

っ

て

ば

な

ら

な

い

。

後
、

井

端

が
崩

れ

た

ら
大

泉

村

で
普

請

を
し

、

馬

道

の
所

は
埋

樋

に

す

る
な

ど
細

か

な

と

り

き

め

が

さ

れ

た

。

但

シ
井
幅

三
尺
相

立
テ
大
泉
村
吹
上
村

役
人
井

ビ
ニ
地
主

立
チ
合
イ
ノ
上
井
筋

へ
相
掛

り
候
木
品
（

伐
木
致

シ
其

ノ
外

（

Ｉ
切
伐

り
採

り
申

ス
間
敷
キ
事

（
中
宿
文
書
）

井

端

の
木

一
本

伐

る
に

も

大

変

な

さ

わ
ぎ

で

あ

っ
た

。

こ
の
よ
う
に
、
畑
田
成
り
も
江
戸
初
期
中
期
に
は
個
人
の
不
調
法
と
し
て
謝
罪

し
て
い
た
の
に
、
江
戸
後
期
に
は
大
泉
村
対
吹
上
村
と
い
う
よ
う
に
村
対
村
の
争

い
と
な
っ
て
い
っ
た
。

村
対
村
の
争
い
も
上
記
の
よ
う
に
、
た
い
が
い
仲
裁
人
が
入
っ
て
内
々
で
こ
と

が
済
む
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。

イ
　
手
洗
沢
（
吹
上
村
）
の
ｍ

潰
し

嘉
永
五
年
（
一
八
五
言

に
吹
上
村
と
大
泉
村
ほ
か
四
か
村
の
、
手
洗
沢
溜
池

の
争
い
が
お
こ
っ
た
。
こ
れ
は
松
本
の
御
役
所
ま
で
実
際
に
届
け
ら
れ
た
大
事
件

で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
田
潰
し
が
行
な
わ
れ
溜
池
も
っ
ぶ
さ
れ
た
。
こ
の
争
い
の

中
で
、
手
洗
沢
と
い
う
あ
る
か
な
い
か
の
よ
う
な
沢
の
永
が
、
い
ざ
大
泉
川
本
川

の
揚
げ
口
が
故
障
し
た
と
き
の
人
馬
の
命
を
つ
な
ぐ
大
事
な
「
恩
水
」
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
段
構
え
の
引
水
計
画
の
用
意
周
到
さ
に
は

全
く
敬
意
を
表
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
同
時
に
水
の
重
要
さ
、
と
く
に
そ
れ
を
恵

ん
で
く
れ
る
上
井
の
貴
重
さ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

恐

レ
ナ
ガ
ラ
書

キ
付

ケ
ヲ
以

テ
願

イ
上

ゲ
奉

り
候

…
…
大

泉
所

山
ノ
内
字
手
洗
沢

卜
申

ス
洞

ヨ
リ
流
出

シ
候
清
水
私
共
四

力
村
内
御
領
所

吹
上
村
共

都
合

五
力
村
呑

水
用
水
仕

り
候

。
右
水
ヲ
以
テ
此
ノ
度
吹
上
村

ニ
テ
新
規
溜
池

ヲ
掘
り
畑
田
成

り
取

り
拵

工
侠
様
見
受

ケ
候
間
右
不
当
ノ
始
末
一
昨
廿

七
日
迄
潰

シ
方
掛

ケ
合
イ
ニ
及
ビ
候

工
共
其
場
違
イ
ノ
不

当
不

実
ナ
ル
挨
拶

ノ
ミ
申
シ
聞

カ
セ

渉

敷
埓
明

キ
申
サ

ズ
眸
子
年
中

モ
盗
水
仕

り
候
テ
田
地
取

り
拵

工
重
々
捨
テ
置

キ
難

ク
相
成

り
況

ヤ

霖
雨
雷
雨

ノ
節
（

右
五

力
村
組
合

呑
水
用
水
大
揚
ゲ
ロ
荒
川
故
押

シ
切

り
或
（

崩

レ
引

キ

井
淵
欠
ケ
落
チ

ー
滴

モ
通

り
申
サ

ズ
其
ノ
時
節

二
（

手
洗
沢
聊
ノ
水

ニ
テ
流
末
私
共
四

力

村
漸

々
人
馬
露
命
相
繋

ギ
候
程

ノ
恩
水
我
儀
横
領

二
引

キ
取
ラ

レ
殊

二
相
手
村
ノ
者
共
（

流
上

二
御
座
候

エ
バ
平
日
水
等

二
（

差

シ
支

工
之
無

ク
罷

り
在

り
侠
回
流
末
ノ
村

々
不
自

由
願
難
ノ
事
共
余
処

二
見
テ
無
作
法

二
法
外
ナ

ル
溜
池
田
地
拵

エ
ラ

レ
候
テ
（

歴
然
私
共

迷
惑
難
渋
差

シ
掛

り
候

二
付

キ
拠
無

ク
御
歎
訴
仕

り
候
間
何
卒
御
慈
悲
ヲ
以
テ
右
相
手
吹

部5



第 ４章　水 と村の生活

図4-12　 手洗沢と上井水路

上
村
名
主
作
左
衛
門
召

シ
出
サ
レ
恐
レ

ナ

ガ
ラ
御
吟
味
ノ
上
新
規
溜
池
畑
田
成

り
眸
子
年
取

り
拵

工
其
ノ
外
切
り
添

エ

ノ
田
地
共
残
ラ
ズ
潰

シ
方
仰
セ
付
ケ
ラ

レ
下

シ
置

カ
レ
度
ク
右
願
イ
村
永
続
サ

セ
幾
重

ニ
モ
願
イ
上
ゲ
奉
り
候
　

以
上

嘉
永
五
丑
年
四

月

（
四
力
村
総
代
）

松
本
御
役
所

（
中
宿
文
書
）

こ
の
訴
え
の
結
果
、
双
方
が
呼
び

だ
さ
れ
て
次
の
「
証
文
」
を
と
り
か

わ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
せ
っ
か
く
造

つ
た
溜
池
も
田

も
い
っ
さ
い
取

り
潰
し
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
。

差
シ
上
ゲ
申
ス
済
口
証
文
ノ
事

右
力
条
ノ
通
り
心
得
違
イ
之
無
キ
様
相
心
得
申
シ
候
　
万
一
相
背
キ
候
ワ
バ
四
力
村
ニ
テ

如
何
様
御
執
り
斗
イ
遊
バ
サ
レ
候
共
毛
頭
申
シ
分
御
座
無
ク
後
日
ノ
ク
メ
差
シ
出
シ
申
ス
　

屁

処
件
ノ
如
シ

天
保
六
年
未
七
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吹
上
村
　
地
主
　
藤
左
衛
門

い
い
ド

い

い

い

右
村
御
衆
中

（
中
宿
文
書
）

こ
の
よ
う
に
天

保
六
年

（
一
八
三
五
）
に
は
す
で
に
手
洗
沢
へ
は
稲

一

株

も

植

え
な

い
こ
と
が
約
束

さ
れ
て

い
る
。
ま
た
筧
に

い
た
ず
ら
し
て
水
を
落

と
す
よ
う

な
こ
と
も
し
な

い
と
し
て

い
る
。
地
主
が
約
束

し
た
だ
け
で
な
く
村

役
人
も
今

後

一
切

さ
せ
な

い
と
、
奥
印

し
て

い
る
。

前
書
ノ
通
り
相
違
之
無
ク
候
以
来
右
舷
ノ
儀
一
切
致
サ
セ
申
ス
間
敷
ク
候
念
ノ
ク
メ
奥
印

依
ッ
テ
件
ノ
如
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主
　
　
左
衛
門

与
頭
　
　
藤
　
七

百
姓
代
　
文
作
衛
門

こ
ん
な
堅

い
約
束

が
あ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、

手
洗
沢

の
洩

れ
水
で
田

は

い

ま
だ
に
作
ら
れ
て

い
る
。

ウ
　

堰
止
め

の
水
論
（
大
泉
新
田
）

大
泉
川

の
少

な
い
水

を
、
上
流

か
ら
上
井
、
中
井
、
下
井

と
堰
上

げ
て
用
水
と

し

た
の
で
、

そ
の
堰
上

げ
方
法

が
争

い
の
た
ね
と

な
っ
た
。
大
泉
新
田

か
ら
だ
さ

れ
た
「
養
水
供
用
妨
碍
排
斥

の
訴
え
」

が
そ
の
一
つ
で

あ
る
。
訴
え

の
趣
旨

は
大

泉
川
流
水

の
需
用
と
供
給

を
妨
害

す
る
上
井

の
工
事

を
排
除
し

て
ほ
し

い
と
、

大
泉
新
田

が
他

の
四

か
村
大
泉
吹
上
富
田
中
曽
根

を
相
手

ど
っ
た
も

の
で

あ
る
。

そ
も

そ
も
大
泉
新
ｍ

の
生
命
線
と
も

い
う

べ
き
中
井

は
、
明
治
六
年

の
規
定
で

公
認

さ
れ
た
も

の
で

あ
る
。
と
こ

ろ
が
こ

の
ご
ろ
大
泉
新
田

を
除

い
た
他

の
四

か

村

薪

地
）
で
、
ひ

そ
か
に
上
井
揚

げ
口

の
伏
せ
樋
工
事

を
お
こ
し

て

い

る

。
こ

二

吹
上
村
ニ
テ
五
力
村
用
水
ノ
内
字
手
洗
沢
筋
へ
新
規
溜
池
畑
田
成
り
井
ビ
ニ
昨
年
取

り
拵
工
候
分
共
二
潰
シ
方
申
ス
ペ
キ
事

Ｉ

Ｉ

Ｉ

一

丿

・

こ
の
手
洗
沢
は
漏
水
も
あ
る
の
で
以
前
か
ら
問
題
の
所
で
、
こ
れ
よ
り
二
〇
年

ほ
ど
以
前
の
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
に
も
次
の
一
札
が
入
っ
て
い
る
が
、
そ
れ

は
個
人
の
一
札
で
あ
っ
た
。

差
出
シ
申
ス
一
札
ノ
事

二

手
洗
沢
渇
水
ノ
節
（

稲
一
株
モ
植
工
付
ケ
仕
ル
間
舗
キ
事

二

筧
へ
差
シ
障
り
徒
が
間
舗
儀
一
切
仕
ル
間
敷
キ
事



水を求 めて節第 １

れ
を
問
責
す
る
と
表
で
は
あ
や
ま
り
な
が
ら
、
夜
に
乗
じ
て
工
事
を
す
す
め
て
い

る
。
や
む
な
く
上
伊
那
郡
役
所
へ
訴
え
で
た
と
こ
ろ
、
懇
々
と
各
村
の
戸
長
に
説

得
さ
せ
た
が
、
あ
え
て
こ
れ
を
き
き
入
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
に
工
事
が
竣
工

し
て
、
大
泉
川
全
流
を
締
め
切
っ
て
上
井
へ
堰
揚
げ
て
し
ま
っ
た
。

明
治
一
五
年
コ

ー月
一
三
日
、
し
め
き
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
厳
重
に
談
判
し

た
が
、
彼
ら
は
応
じ
な
い
。
一
定
の
分
水
法
が
な
い
の
を
幸
い
と
し
て
、
い
く
ら

抗
弁
し
て
も
頑
固
に
そ
れ
を
ゆ
ず
ら
な
い
。
自
然
の
理
に
反
し
慣
行
に
反
す
る
の

で
、
や
む
な
く
当
地
の
治
安
庁
へ
出
訴
し
た
が
、
こ
れ
に
も
応
じ
な
い
の
で
、
よ

ん
ど
こ
ろ
な
く
松
本
裁
判
所
へ
出
訴
し
た
。

養
水
供
用
妨
碍
排
斥
ノ
訴
エ

迪

ヤ
カ
ニ
披
告
人
召
喚
セ
ラ
レ
徒
二
他
人
ノ
需
用
ヲ
妨
碍
セ
ザ
ル
様
御
申
シ
渡

シ
ア
ラ
ン

コ
ト
ヲ
願

イ
奉

り
候
尚
訴
訟
入
費

モ
被
告

ヨ
リ

償
却
仕

り
候
様
併

セ
テ
願
イ
奉

り
候
也
。

右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

原
　

文
三

明
治
十
六
年
一
月
廿
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

原
　

新
市

松

本
始
審
裁
判
所
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊

藤
久
蔵

判
事
　

坐
光
寺
　

紀
殿

（
役
場
文
書
）

こ

の
大

泉

新

田

か

ら

の

訴

願

は

な

か

な

か

片

か

っ

か

ず

、

東

京

上

等

裁

判

所

ま

で

い
く

よ

う

に

な

っ
た

。

そ

の

間

の

処
置

と

し

て

そ

こ

は

百

姓

ど

う

し

の
こ

と

、

控

訴

中

の

水

か

け

は

応

急

策

と

し

て

次

の

よ

う

に

と

り

き

め

が

成

立

し

た

。

控

訴

の

審

理
中

に

、
田

植

の

時

節

に

な

っ
て

し

ま

っ
た

。

上
伊

那

郡

役

所

の

指

揮

に
従

っ

て
、

慣
行

の

い

か

ん

を

論

ぜ

ず

分

水

せ

よ

と

の

、
松

本

裁
判

所

か

ら

命

令

が

あ

っ

た

の

で
、

五

か
耕

地

で
協

議

し

て
、

左

の

よ

う
に

き

ま

っ

た

。

御
　

請
　

書

て

挿
秋
済
ミ
ノ
田
方
（

裁
判
確
定
迄
（

従
前
ノ
慣
行
如
何
二
関
ラ
ズ
五
力
耕
地
協
力
流

通
致

ス
可

キ
事
　

但

シ
裁
判
決
定

耳
付
テ
（

此
約
定
ヲ
廃

ス
（

勿
論
ノ
事

二

五

力
耕
地
ト
モ
惣
代
弐
名
ズ
ツ
出
張
協
議
ノ
上
昼
夜
見
廻
り
水
番
ヲ
指
揮

シ
専
ラ
流

通

二
注
意

シ
公
益
上
損
害
之
無
キ
様
取
り
計
ウ
事
　

但

シ
明
治
五
壬
申
已
前

二
係

ル

古
田
（

殊
更

二
注
意

シ
流
水
不

足
之
無
キ
様
取
り
計
ウ
ベ
キ
事

て

田
方
注
水
水
番
（

各
耕
地
ト
モ
三
名
以
上
之
ヲ
置
キ
過
不
足
之
無
キ
様
注
意
余
水
ノ

分
（

流
通
致

ス
可
キ
事
　

但

シ
前
条
ノ
楊
合

二
於
テ
不
注
意
卜
見
倣

ス
時
（

隣
耕
地

ヨ
リ
疑
念
之
無

キ
為

メ
組
合
水
番
等
ノ
儀
（

見
廻
り
人
ノ
協
議

二
任

ス
ペ

シ
右
ノ
通

り
熟
議
相
成
り
候

二
付
キ
テ
（

親
睦
協
力
流
通
仕
ル
可

ク
欽
之

二
依

ツ
テ
五

力
耕
地

惣
代
連
署
請
書
差

シ
上
ゲ
候
処
件
ノ
如

シ

（
五

力
耕
地
二
名
ズ
ツ
連
署
）

明
治
十
六
年
六
月
廿
九
日
　
　
　
　
　
　

（
三

力
付
［［（
長
　
　
　

連
署
）

上
伊
那
郡
長
　
　

伊
谷
脩
殿

（
役
場
文
書
）

田

植

え

ず

み

の
田

に

は

、

慣

行

い
か

ん

に

係

ら

ず

水

を

流

通

し

て

、

公

益

上

損

害

の
な

い
よ

う

に

し

よ

う

と

い
う

も

の
で

あ

る

。

そ

れ

に

し

て

も

各

耕

地

か

ら

三

名

ず

つ
と

い
う

も

の

も

の

し

い
警

戒

ぶ

り

に

は

驚

く

は

か

な

い
。

一

方

、

大

泉

新

田

の
控

訴

に

対

し

て

、

四

耕

地

惣

代

の
大

泉

原

八

十

吉

の
答

弁

は

、
「
養

水

供

用

妨

碍

排

斥

ノ
控

訴

答

弁

」

に

よ

る
と

、

次

の
要

点

に

し

ぼ

ら

れ

る

。

そ

れ

は

従

来

の

「

石

芝

」

で

堰

揚

げ

た

所

は

ど

こ

か

と

い
う

こ

と

で

あ

る

。

上

井

へ
石

芝

で

堰

楊

げ

し

て

も

漏

水

が

あ

る

か

ら

、
大

泉

新
田

の
中

井

を

妨

害

す

る

こ

と
に

は

な

ら

な

い

。
上

井

は
古

く

か

ら

の
御

普

請

所

で

あ

り

そ

の

楊

げ

口

は

石

芝

止

め

と

い

う
慣

例

で

あ

る

。

そ

の

余

水

で
下

井

用

水

を

と

っ

て

き

た

が
、

中

井

は

そ

の
中

間

に

で

き

た
新

し

い
井

で

あ

る

。

養
水
供
用
妨
碍
排
斥
ノ
答
弁
書

…
…
…
右
ノ
通

り
答
弁
仕

り
候
条
至
当
ノ
御
裁
判
下
サ

レ
宜

シ
ク
訴
訟
入
費

モ
悉
皆
被
告

へ
相
償
イ
候
様
請
求

シ
奉
り
候
也

明
治
十
六
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
代
　

原
　

八
十
吉

錨7



水 と村 の生 活第4 章

右
代
言
冬

林
　

和
一

東
京
上
等
裁
判
所
　

判
事

こ

の
事

件

の
結

論

は

ど

う

な

っ
た

か

、

は

っ
き

り

し

た

記

録

は

見

当

た

ら

な

い
。

し

か
し

こ

の
裁

判

の
た

め
に

要

し

た

費

用

や

、

さ

き

に

施

し

た

上

井

揚

げ

口

の
修

繕

費

を

、

大

泉

新

田

が

支

払

う

請

求

書

の
あ

る

こ
と

か
ら

、

恐

ら

く
四

か
村

の
勝

訴

と

な

っ

た
と

見

て
差

支

え

な

い

。

当

時

東

京

ま
で

控

訴

す

る

こ
と

は
大

変

な

出

費

を
要

し

た

。
被

告

側

の
四

耕

地

で

は
、

控

訴

出

廷
総

代

を
含

め
、

入

費

出

途

方

法

を

き

め

て
、

本

格

的

に

こ

れ
と

と

り

く

ま

ね
ば

な

ら
な

か

っ

た

。
出

廷

総

代

は
四

耕

地

で

一
名

投

票

を
以

て

き

め

た
総

代

で

き

め

る

。
出

廷
総

代

は

一
日

一
円

で

日

当

給

料

と

す

る

。

こ

の
給

料

内

に

筆

墨

紙
書

料

及

び
郵

便

料

を

ふ

く

む

。
事

件

勝

敗

に

係

ら

ず
判

決

ま
で

代

言

人

へ
酒

肴

料

と
し

て
金

五
円

、

事

件

勝

利

に

な

れ

ば
祝

儀

と
し

て
金

一
〇

円

を
支

払

う

。

こ

の

ほ

か

種

々

き

め

た

の

ち

次

の

よ

う
に

結

ん

で

い

る

。

約
定
書

一
、
此
度
ノ
事
件

タ
ル
ヤ
万
一
敗
訴
ヲ
取

ル
事
モ
ア
ラ
バ
直
チ
ュ
惣
代
ヲ
委
任
シ
養
水
二

係

ワ
ル
大

事
件

ク
レ
バ
双

方
何

方
迄

モ
精

神
ヲ
尽

シ
徹
頭

徹
尾
押

シ
貫

キ
申
ス
可

キ

事

て

此
事
件
各
耕
地
協
議
ノ
上
示
談
行
キ
届
キ
候
上
（

直
チ
ニ
居

村
惣
代
（

モ
ト
ヨ
リ
出

廷
惣
代
卜
雖
モ
異
議
申

ス
間
敷
ク
迅
速

二
帰
村
致

ス
ペ
キ
事

前
書
ノ
通
り
約
定
候
上
（

聊
モ
違
乱
之
無
ク
此
ノ
約
定
確
守
致

ス
ペ

ク
後
日
ノ
ク

メ
連
署

致

ス
処
件
ノ
如

シ

（
四

力
耕
地
惣
代
十
八
名
連
署
）

明
治
十
六
年
九
月
廿
二
日

出
廷
惣
代

ク
ル

ニ
付

キ

調
印
致

シ
候
也
　

原

八
十
吉
物
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
大
泉
区
有
文
書
）

こ

の
よ

う

に

、

単

に

井

筋

の
揚

げ

口

の
揚

水

方

法

に

つ

い
て

、

こ

れ

だ
け

の
費

用
と
労
力
を
費
し
て
、
東
京
ま
で
出
る
裁
判
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
裁
判
は
五
加
井
の
裁
判
で
あ
る
の
で
、
原
告
大
泉
新
田
も
費
用

の
負
担
が
必
要
に
な
る
。
今
係
争
中
な
の
で
大
泉
新
田
と
は
敵
味
方
と
な
っ
て
い

る
が
、
い
ず
れ
は
大
泉
新
田
か
ら
も
支
払
っ
て
も
ら
う
と
い
う
の
で
次
の
よ
う
に

分
担
し
て
立
て
替
え
て
あ
る
。

て

金
百
円
　
割
合

此
内
訳

大

泉
新
田
分

立
替

へ_ ＿_._
へ

ｰ一 一

／‾

一 一

円
一
九

・
二
〇
五
　
　（
四
円
三
五

三

耕
地
名

大
泉
耕
地
出
金
高

八
・
七
九
五
　

（
一
十

○
八
七
）
　
　

吹

上
耕
地
　

″

六
・
〇
〇
〇
　

二

・
七
七
六
）
　
　

富
田

″
　

″

コ
（

‘
○
Ｏ
Ｏ
　
（

∇

七
七
六
）
　
　
中
胃
根

″
　
″

こ

の

立

て

替

え

は

次

の

よ

う

に

、

取

立

て

の

委

任

状

が

で

て

い
る

。

委
　

任
　

状

一
、
拙
者
共
上
伊

那
郡
南
箕
輪
村
大
泉
耕
地
原

孫
左
衛
門
・
同

郡
西
箕

輪
村
中

曽
根
耕

地

唐
沢
五
郎
七
ヲ
以

テ
部
代
理
人
卜
定
メ
拙
者
共
ノ
名
儀
ニ
テ
左
ノ
権
限
ヲ
代

理
致

サ

セ
候
事

二

同
郡
西
箕
輪
村
ノ
内
大
泉
新
田
へ
係
ル
養
水
路
修
繕
費
滞
り
催
促
ノ
事
件

右
委
任
状
件
ノ
如

シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
四
力
耕
地
計
五
名
連
署
）

明
治
十

七
年

七
月
指
目

（
大

泉

区

有

文

書

）

図4-13　 大泉川の井堰の堰ぎ方
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第 １節　水を求 めて

こ
の
委
任
状
と
同
一
形
式
で
代
表
ば
か
り
で
な
く
四
か
耕
地
全
員
と
思
わ
れ
る

大
勢
の
印
を
お
し
た
も
の
か
お
り
、「
養
水
路
修
繕
入
費
請
求
の
事
件
」
と
催
促

が
請
求
に
な
っ
た
記
録
も
あ
る
。

以
上
は
三
つ
の
井
筋
が
、
少
な
い
水
を
堰
い
で
く
る
の
で
そ
の
堰
上
げ
方
が
問

題

に

な

っ
た

紛

争

で

あ

る

。

こ

こ

で

固

く

守

ら

れ

て

い
る

三

つ
の

堰

の

堰

ぎ

方

を

図

示

す

る

と

図
４
－
1
3
の

よ

う

に

な

る

。

エ
　

中

坂

分

枡

の

紛

争

（
吹
上
村
と
）

大

枡

に

お

い
て

は

、

既

に

元

禄

時

代

か

ら

分

量

が

三

分

と

き

よ

っ
て

い

た

の

で

、

ほ

と

ん

ど

紛

争

は

な

か

っ
た

。

中

坂

分

枡

は

飲
用

水

の

権

利

か
田

用

水

の

権

利

か

と

い
う

深

刻

な

問

題

を

は

ら

み

、

時

が

た

つ

に

つ

れ

て

新

た

な

既

成

事

実

も

生

じ

て

き

て

何

か

と

問

題

の

多

い
分

枡

で

あ

っ
た

。

さ

き

の

明

治

六

年

の

規

定

で

は
中

坂

分

枡

を

つ

く

り

、
大

泉

村

が

四

尺

、
吹

上

村

が

一

尺

と

き

ま

り

、

そ

れ

に

甲

蓋

ま

で

つ

け

て

厳

重

に

し

て

あ

っ
た

。

こ

れ

は

吹

上
村

の
両

三

戸

の

飲
用

水

で

あ

る

か

ら

、

優
先

的

に

と

る

よ

う

に

考

え

た

の

が
、

何

の

抵
抗

も

な

く

き

ま

っ

た

。

こ

れ

で

い

っ

さ

い
問

題

は

な

く

な

っ

た

か
に

み

え

た

が
、

明

治

一
〇

年

に

は
、

早

く

も
紛

争

が

お

き

だ

。

こ

の
年

、

吹

上

か

ら
出

さ

れ

た

「
上

申

書

」

に

は
、

吹

上

で

中

坂

の
分

水

で

畑

を
田

に

し

よ

う

と
上

申

し

た

。

こ

れ

は
大

泉

と
し

て

は

許
せ

な

か

っ

た

。

上
申
書

…
…
私
共
心

得
二
（

別
紙
示
談
書

ノ
通

り
相
定

メ
候
上
（

、
壱
尺
ロ

ノ
分
（

当
村
限
リ

ニ

テ
相
川
イ
候

テ
然

ル
ベ
シ
ト
恐

レ
ナ
ガ
ラ
存

ジ
奉

り
候

。

こ

の

よ

う
に

一

尺

口

は
吹

上

で
自

由

に

使

っ

て

よ

ろ
し

い
水

と

考
え

て

い

る

の

に

、
大

泉

で

は

一

尺

口

は

飲
用

水

だ

け

で
、

流

末

は
大

泉

の
下

井

へ
落

と

す

よ

う

に

な

っ

て

い

る

と

考

え

て

い

た

。

こ

の
吹

上

の
上

申

書

は
、

長

野

県

か

ら

次

の

よ

う

に

却
下

さ

れ

た

。

書
面

ノ
畑
田［
成

り
水
行

ノ
義

二
付

キ
…
…
…
詮
議

シ
難

ク
書
類
却
下
候
事

明
治
十
年
四
月
五
日
　
　
　
　
　
　

⑤
万
岳
　

采

吝

（
大

泉
区
有
文

書
）

明

治

六
年

の
規

定

で

は
、

吹

上

の
両

三

戸
の
呑

用

水

で

、

今

般

実

意

を

も

っ

て

分

枡

を
作

っ

た
と

し

て

い

る

が
、

別

項

に

中

井

の
と

り

き

め

が

あ

り
、

そ

こ
に

田

用

水
勝

手

の
規

定

が

あ

っ
た

。

両
村
分

水
口
上

ノ
方
吹
上
村
田

甫
用
水

ノ
儀
（

是
迄

ノ
通

り
左
右

二
引
取

ル
ペ
ク
、
尤

モ

／
切

り
等
（

相
成
ラ

ズ
、
枡
下

ノ
義
（

田
甫
用
水
勝
手

ク
ル
…

…

こ

の
項

け
中

坂

分

枡

の
分

水

に

つ

い

て
で

は

な

く
、

大

泉

川

か

ら
取

水

し

て

い

る
中

井

や

そ

の
他

の
田

甫
用

水

の

こ

と

で

あ

る
と

大

泉

で

は
主

張

し

、

吹

上

で

は

い
や

ど

の
井

筋

で

も
共

通

だ

と

主
張

し

て

い

る

。

こ

の

一
件

は

な

か

な

か

ら

ち

が

お

か

ず
、

東

京

上

等

裁

判

所

へ

控

訴

し

た

。

「

水
利

契

約

履

行

の
控

訴
」

が

そ

れ

で

あ

る

。

こ

の
件

で

大

泉

か

ら
上

京

し

た
原

八
十

古

は
、

証

拠

書

類

五

二
冊

と

総

代

届

と

委
任

状

を
も

っ

て

い

っ

た
が

、

含

め

手
に

は

な

ら

ず
却

下

さ

れ

て
し

ま

っ

た

。

明

治

一

三
年

に

な

っ

て
、

長

野

県

庁

に

呼

び
出

さ

れ

た
両

耕

地

の
代

表

に

よ

っ

て
二

不
談

書

が

一

応

ま

と

ま

っ

た

。

そ

れ

は
、

中

坂

分

枡

を
大

泉

四

尺

は

そ

の

ま

ま
と

し

、

吹

上

分

一
尺

を

八
寸

に

減

縮

す

る

。

そ

の
代

わ

り
吹

上

で

中

坂

分

水

を

田

用

水

に

使

う

こ
と

が

で

き

る

よ
う

に

す

る

。
吹

上

で

一
坪

の
地

を

提

供

し

、

水

番

小

屋

を
建

て
て

、

両

村

か

ら
水

番

を

た
す

。
水

番

を

す

る

地

ま

で

の
遠

近

か
ら

今

回

限

り
五

〇

円

を

吹

上

か
ら

大

泉

に

出

す

こ

と

と

す

る

。

こ

の
示

談

が

ま

と

ま

り

、

次

の
「

条

約

書

」

原

案

が

で

き

て

、

調

印

寸

前

ま

で

い

っ

か

。
条
　

約
　

書

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
大
泉
耕
地
卜
同
郡
西
箕
輪
村
吹
上
耕
地
ト
ニ
係
ワ
ル
字
中
坂
分
水
ノ

儀
明
治
六
年

二
於
テ
分
量
尺
度
相
立
テ
候

工
共
当
時
成
立
書
面
ノ
不
完
全
ニ
ョ
リ
往
々
紛
　

印

朧
朧
蝉
ヲ
生
ジ
候

二
付

キ
今
般
更

二
双
方
熟
議
ヲ
遂
ゲ
其
ノ
方
法
ヲ
定

ム
ル
左
ノ
條
款
ノ
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如

シ
一
、
字

中
坂
分
枡
定
度
吹

上
分

壱
尺
ノ
処
今
般

二
寸
減
縮
シ
ハ
寸

ト

シ
大

泉
分
（

従

前
ノ

通
り
四

尺
タ
ル
ペ
キ
事
　
但

シ
枡
口

減
縮

ス
ル
（

南
方
ヨ
リ
相
縮

メ
申
ス
可

キ
事

て

前
条
分

水
ノ
儀
（

其
ノ
定
度
限

リ
大

泉
ニ
テ
モ
吹

上
ニ
テ
モ
呑
養

水
又
（

田

養
水
夕

リ
ト
モ
自
由
二
使
用

ス
其

ノ
他
使
用

方
（

明

治
六
年
取

り
為
替

ノ
通
リ
ク
ル
ペ
キ
事

一
、
…
…
以
下
四

条
略

…
…

右

ノ
通

り
協
議
示
談
行

キ
届

キ
確
定

条
約
候
條
永

ク
違
変

ア
ル
ベ
カ
ラ

ズ
、
因

ツ
テ
連
署

致

シ
置

キ
候
所
件

ノ
如

シ

明
治
十
三
年
十
一
月
十
五
日

上
伊

那
郡
南
箕
輪
村
大

泉
耕
地
総
代
　

原
　
　

信
一

清
水
　

宇
宅

清
水
　

三
次

戸

長
　

清
水
平

一
郎

上
伊
那
郡
西
箕
輪
村
吹
上
耕
地
総
代
　

有
賀
　

文
三

有
賀

伝
四

郎

戸
長
　

唐
沢

彦
三
郎

書
面
定
約
書

ノ
趣
聞

キ
置

キ
候

事

㈲
野
俵
　
　
　
　
　
　
　
　

大

泉
区
有

文
言

こ

の
示

談

書

は
、

実

施

さ

れ
な

か

っ

た

。

そ

の
経

過

は
、

時

の
戸

長

清

水

平

一

郎

が
松

本

裁

判

所

長

へ
提

出

し

た
、

明

治

一
四

年

六
月

二

一
日

付

け

の

「
手

続

き

書

」

に

長

々
と

詳

細

に

記

さ

れ

て

い
る

。
そ

れ

に

よ

る
と

、

双

方

の
総

代

互

戸
長

が

長

野

県

庁

に

呼

び

出

さ

れ

、

清

水

戸

長

が

双

方

の
意

見

を

く

み

と

っ
て

、

よ

う

や

く

ま

と

め

た

示

談

書

原

案

を

示

す

と

、

双

方

と

も

そ

の
晩

は

賛

成

し

て

い
た

の

で

翌

朝

調

印

を

す

る

こ

と

に

な

っ
て

い
た

。

朝

に

な

る

と

大

泉

の
総

代

が

一

人

帰

村

し

て

し

ま

っ
た

。

話

は

ま

と

ま

っ
て

い
た

の
で

調

印

し

て

県

庁

へ
差

し

出

し

た

ら

「

書

面

定

約

ノ

趣

聞

キ
置

キ

候

事

」

と

朱

書

し

て

く

れ

た

。

そ

の

晩

、

大

泉

か

ら

電

報

で

定

約

を

見

あ

わ

せ

よ

と

い

っ
て

き

た

。

事

の

次

第

は

、
先

に

帰

村

し

た

総

代

に

よ

っ
て

、

示

談

書

の
内

容

を

示

し

た

と

こ

ろ
、
耕
地
内
が
ご
う
ご
う
と
し
て
お
さ
ま
ら
な

い
。
む
し
ろ
大
泉
が
十
分
の
内

容
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
て

い
た
の
に
こ
れ
は
意
外
で
あ

っ
た
と
清
水
戸
長
は

述
べ
て

い
る
。

大
泉
で
は
ど
う
し
て
も
こ
の
示
談
書
を
取
り
消
し
て
ほ
し

い
と
願

い
出
し
、
明

治
御
一
新
と

い
う
時
代
を

わ
き
ま
え
な

い
、
昔
の
慣
習
や
権
利
ば
か
り
を
主
張
す

る
と
、

い
ろ

い
ろ
に
諭
し
た
が
、
断
固
と
し
て
応
じ
な

い
。

書
面
最
前
指
令
取
消
シ
ノ
義
願
イ
ノ
通
り
聴
キ
届
ケ
候
事

を

い
た
だ

い
て
、
よ
う
や
く
県
庁
で
の
先
の
朱
書
は
取
り
消
さ
れ
た
。

こ
ん
な
大
さ
わ
ぎ
を
し
て
ま
で
、
中

坂
分
枡
の
水
を
田

に
使
う
こ
と
に
、
大
泉

の
村
民

は
村
を
あ
げ
て
抵
抗
し
た
。
汲

み
用

だ
け
の
水
を
田
用

水
に

す

る

こ

と

が
、
ど
れ
ほ
ど
大

き
な
こ
と
で
あ
っ
た
か
が
伺

え
る
。
と
同
時
に
時

の
戸
長
に

さ

え
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
、

大

泉
が
こ
の
上
井

を
生
命
の
綱

と

し
、

上
井
に
執

念
を

も
っ
て
い
た
こ
と
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。

明
治
一
五
年
に
な

っ
て
、
「
水
論
和
解
定
約
証
」
が
つ
い
に
で

き

あ

が

っ
た
。

こ

れ
は
現
在
も
通
用
し

て
い
る
も

の
で
、
仲
裁
人

往
［［（
長
で
な

く
民
間
人
で

あ
っ

た
。

水
論
和
解
定
約
証
－

中
坂
分
枡
図
面
附
－

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
大
泉
耕
地
卜
同
郡
西
箕
輪
村
吹
上
耕
地
ト
ノ
間

二
起

ル
字
中
坂
分
枡

分
水
紛
言
ノ
儀
、
水
度
尺
量
ノ
確
定

シ
永
遠

二
用
水
ノ
欠
ク
ル
ヲ
補
イ
親
睦
協
議
面
従

シ

以
テ
用
水
ノ
残
水
ヲ

シ
テ
団

ラ

シ
テ
水
田

二
換

工
相
互
其
ノ
美
果
ヲ
結
バ
ン
ト

ス
。
大
泉

吹

上
ノ
両

耕
地

ニ
シ
テ
此
ノ
条
約
ノ
済
整

シ
ク
ル
後
必
ズ
ヤ
異

議
ス
ル
所
ナ
ク
、
本
文
数

款
ノ
通
り
相
互

二
其
ノ
盟
約
ス
ル
コ
ト
左
ノ
通
り

第

一
条
　

一
、
字
中
坂
分
枡

ノ
儀
（

従

前
五
尺
ノ
内
四
尺
大

泉
、
一
尺
吹
上

ク
リ
シ
ヲ

、

今
般
改

メ
テ
別
紙
図
面

ノ
通

几

大

泉
四
尺
三
寸

二
分
五
厘

、
吹
上
分

六
寸

七
分
五
厘

卜
相
定

ム
ル
コ
ト

訂 θ
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第
二
条
　

一
、
大
泉
耕
地
用
水
（

第
一
条
法
ノ
分
水
（

従
前
ノ
通
り
何
方
へ
流
水

シ
畑
田

成

り
及

ビ
溜
池
等
（

勝
手

タ
ル
可
キ
事

第
三
条
　

て

吹
上
耕
地
用
水
（

第
一
条
法
ノ
分
水
ヲ
以
テ
宇
日
向
字
ニ
ノ
宮
及

ビ
何
方

へ
流
水

シ
畑
田
成

り
開
拓
等
（

勝
手

ク
ル
可
キ
事

第
四
条
　

二

大
泉
用
水
路
ノ
際
（

十
間
以
内

へ
畑
田
成

り
相
成
ラ

ズ
左
井
路
南
方
是
迄

畑
田
成
リ
（

据

工
置

キ
ノ
コ
ト
　

但

シ
有
賀
義
次
畑
田
成

り
一
枚
（

七
間
ヲ
離

ル
ペ
シ

第
五
条
　

て

吹
上

ニ
テ
新
規
通
水
井
筋
（

大
泉
用
水
ヲ
掛
樋

ニ
テ
打
越

シ
ノ
位
置

ス
ル

ト
コ

ロ
（

現
時
定

ム
ル
所
ノ
枡
ロ

ヨ
リ
三
間
四
尺
下
ヲ
以
テ
打
越

シ
其
ノ
一
箇
所
ノ
他

必

ズ
掛
樋
打

越
シ
等
致

ス
間
敷

キ
コ
ト

第

六
条
　

一
、
今
般
確
定

ス
ル
ト

コ
ロ
ノ
分
枡
分
水

ニ
テ
字
日
向
通

り
田
所
用
水
残
水
ア

ル
ト

キ
（

大

泉
下
井

へ
落

シ
入

レ
申

ス
可

キ
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヽ

第

七
条
　

一
、
水
番
小
屋

敷
地

ノ
儀
（

吹
上
耕
地

ニ
テ
ニ
坪
無
代
価

ニ
テ
差

シ
出

シ
永
遠

水
番
小

屋
敷
地

ト
シ
テ
定

メ
置

ク
コ
ト
　
但

シ
小
屋
掛

ノ
儀
（

両
耕
地

ニ
テ
致

ス
ペ
キ

第

八
条
　

二

水
番

人
（

両
耕
地

ヨ
リ

一
名

宛
曼

俣
ト

モ
出
勤

ス
ペ
シ
右

ノ
勤
休
（

協
議

ノ
上

至
当
二
致

ス
可

シ
　
但

シ
番
期
（

小
満

ヨ
リ
二
百

十
日
迄
日
数
百
日
間

ノ
事

第

九
条
　

一
、
大
泉
用
水

路
新
規
水
車
相
成
ラ

ズ
　
但

シ
従
前

ノ
モ
ノ
ト
雖

モ
旱
舘
ノ
時

（

悉
皆

水
車
相
止
メ
申

ス
可

キ
事

第
十
条
　

一
、
水
枡
設
置
仲
裁
人

立
チ
会
イ
据

工
寵
／
申

ス
可

キ
事
　

但

シ
従
来
ノ
修
繕

（
マ
ニ

双
方
立
会
イ
ノ
故
、
別
紙
図
面
ノ
通
り
執
り
行
イ
其
ノ
費
用
（

分
量

二
応
ジ
割
賦
セ

シ

ム
ペ

シ

右
ノ
通

り
仲
裁
人
立
入
り
双
方
熟
議
行
キ
届
キ
該
事
業

二
付
テ
（

将
来
異
議
之
有
ル
開
敷

ク
依

ツ
テ
各
自
連
署
取
為
替
セ

シ
約
定
書
件
ノ
如

シ

明
治
十
五
年
六
月
廿
日

西
箕
輪
村
　

吹
上
耕
地
総
代
　

有
賀
忠
左
衛
門

（
ほ
か

Ｉ
〇
名
連
署
）

南
箕
輪
村
　
大

泉
耕
地
総
代
　

原
　

孫
左
衛
門

（
ほ
か
　

三
名
連

署
）

同
　
　
　
大
泉
井
掛
総
代
　
酒
井
七
左
衛
門

（
ほ
か
一
五
名
連
署
）

西
箕
輪
村
中
曽
根
耕
地
　
仲
裁
人
　
唐
沢
五
郎
七

伊
那
村
ノ
内
小
沢
耕
地
　
仲
裁
人
　
山
岸
七
蔵

追
加

て

前
条
示
談
趣
意
金
ト
シ
今
般
限
り
金
五
百
五
十
円
吹
上
耕
地
ヨ
リ
大
泉
耕
地
へ
差
シ

出
ス
コ
ト

右
　
大
泉
耕
地
惣
代
　
　
原
　
八
十
吉

吹
上
耕
地
惣
代
　
　
有
賀
文
一

７尺

２間

枡ロヨリ掛樋マデノ距離3間4尺ノコト

図4-14　 中坂分枡の平面図（ 明治15年）

（６寸７分５厘吹上分， ４尺 ３寸２分 ５厘大泉分）

原j
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こ
の
定
抑
証
に

よ
っ
て
、
大

泉
分
四
尺
三

寸
二
分

五
厘
、
吹
上
分

六
寸
七
分

五

厘
と
枡
口
が
き
ま
り
、
両
者
で
二
坪
の
水
番
小
屋
を
た
て
て
Ｉ
〇
〇
日
間
の
番
水

を

し

、
趣

意

金

と

し

て

五

五

〇

円

を
吹

上

が

出

す

こ

と

等

が

き

ま

っ

た

。今

ま

で

飲

用

水

だ

け

た

っ

た
大

泉
井

か

ら
分

水

し

て
、

田

用

水

を

得

た

こ

と

は
吹

上

に

と

っ

て

は
大

変

革

で

あ

り
大

前

進

で

あ

っ

た

。

先

に

も

の

べ

た

よ

う
に

明

治

一

五
年

に

定

約

が

で

き

て

か

ら
、

大

き

な
紛

争

も

な

く
現

在

に

至

っ
て

い
る

。

た

だ

現
在

で

は

水
番

小

屋

も

な

い
し

水

番

が
両

耕

地

か

ら
出

る

こ

と

も

な

い
が
、

こ

の
枡

に

よ

っ
て

か

な

り
規

定
外

の

水

を

吹

上

側

へ

流

そ

う

と

す

る

い
た

ず

ら

の

あ

る
分

枡

で

あ

る

。

オ
　

水
車

の

紛
争

水

が

少

な

い
の

で

水

車

を

営

む

こ

と

も

簡
単

に

は

許
可

さ

れ

な

か

っ
た

。

水

路

か

ら

の
漏

水

や

飛

散

に

よ

る

減

水

が
問

題

で

あ

っ
た

。
明

治

六

年

の
規

定

で

は

次

の

よ

う

に

か

っ
て

い
る

。

一
、
水
車
ノ
儀
（

是
迄
在
り
来
リ
ノ
外
新
規
一
切
相
成
ラ
ズ
候
事
　

但

シ
減
水

二
相
成
り

候
節
（

双

方
談
事
ノ
上
水
車
相
止
メ
申
ス
可

キ
事

新

規

の
水

車

は

一
切

認

め

な

い
、

古

い
水

車

で

も

減

水
に

な

れ

ば

止

め

る

。

こ

れ

は
当

然

と

し

て
認

め

ら

れ

て

い
た

の

か
、

紛

争

の
記

録

は

な

い
が
、

水

車

移

転

に

は
紛

争

が

お

き

だ

。

移

転

の
紛

争

約

東
証

一
、
拙
者
営
業
罷

り
在

り
候

水
車

ノ
儀

二
付

キ
昨
廿
四

年
度

二
於
テ
水
車
殷
殷
ノ
箇
所
貴

耕
地
へ
無

諾
変

更
候
処
今
般
貴
耕
地
ヨ
リ
水
車
ノ
箇
所
変

更
候
（

明
治
六
年
ノ
取

為

（
マ
マ
）

替

二
違
反

シ
特

二
土
功
条
規

ニ
モ
由
ラ
ザ
ル
者

ニ
ツ
キ
今
般
故

障
致
サ
レ
候
処
尤

モ

耕
地
へ
無

諾
変

更
候
処
今
般
貴
耕
地
ヨ
リ

ナ
ル
儀

二
付

キ
従
前
有
り
来
リ
ノ
箇
所

へ
移
転
仕
ル
可

ク
候
依
ツ
テ
後
日

ノ
ク
メ
約

束
証
差
出

シ
候
処
相
違
之
無

ク
候

也

但

シ
水
車
運

転
ノ
儀
（

明
治

六
年

ノ
取
為
替

通
り
相

止
メ
申

ス
可

ク
催
事

明
治
廿
五
年
八
月
廿
三
日
　
　
　
　

上
伊

那
郡
西
箕

輪
村
百

五
番

地
唐
沢
長
太
郎

南
箕
輪

村
大
泉
耕
地
惣
代
　

原
新
三
殿

清
水
正

堅
殿

外

惣
代

御

中

（
大

泉
区
有

文
書
）

こ

の

件

は

、

こ

の

よ

う

に

お

と

な

し

く

、

従

前

の

所

へ

水

車

を

戻

す

こ

と

で

落

着

し

た

。

水

車

取

り

払
い

の

一
伴
　

明

治

一

七
年

三

月

三

日

、
唐

沢

政
市

が

清

水

市

三

に

、

金

一

九
円

四

四

銭

で

、

水

車

と

権

利

を

売

却

し

た

。

と

こ

ろ

が

唐

沢

政
市

も

水

車

を
回

し

て

い

た

の

で
、

明

治

三

九
年

四

月

九

日
に

、

次

の

よ

う

に

「

特

約

証

」

が

と

り

か

わ

さ

れ
、

取

り
払

い

と

な

っ

た

。

特
約
証

て

今
般
示
談
ノ
上
私
所
有
水
車
是
迄
有
リ
来
リ
ノ
水
車

卜
同
一
ノ
権
利

ア
ル
事

二
御
認

定
相
成

り
候

二
付

キ
（
但

シ
売
買
及

ビ
移
転
（

相
成
ラ

ザ
ル
事
）
本
村

九
十
六
番
地

唐
沢
政
市
所
有

ノ
水
車
（

私
方

ニ
テ
談
判

ノ
上
取

り
払

イ
致
サ

セ
申

ス
可

ク
候

、
若

シ

ー
該

人
ニ
テ
此
ノ
取

り
払
イ
ヲ
致
サ

ズ
款
時
（

私
方
水
車
取

り
払

イ
申

ス
可

キ
事

二
特
約
致

シ
置

キ
申

シ
候
　

働

ツ
テ
証

書
件

ノ
如

シ

明
治

三
十
九
年
四

月
九
日

（
大
泉
区
有
文
書
）

こ

の
証

書

に

は
本

人

の

ほ

か
保

証

人

が

四

人

連

署

し

、

大

泉

総

代

あ
て

に

特

約

し

て

い

る

。

新

設

水

車

問

題
　

明

治

二

五

年

に

大

泉

新

田

に

は
水

車

が

従

前

の
も

の

一

一

か

所

の

ほ

か
に

、

三

か
所

新

設

さ

れ

て

い

た

。

新
旧
水
車
取

調
べ

Ｉ
、
従

前
水
車
　
原

寛
一
郎

（
ほ
か

Ｉ
〇

名
略
）

て

新
設
水
車
　

原
　

立
目
次
、
清
水
佐
十
、
唐
沢
政

一

明

治
廿
五
年

八
月
廿
二
日

（
大
泉
区
有
文
言
）
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水 を求 めて第 工節

新

設

水

車

は
大

問

題

で

あ

っ

た

。
原

告

は
大

泉

九

一
名

代

表

田

中

喜

代

・

清

水

正

堅

、

原

信

一
、

原

八
十

吉

で
、

被

告

は
原

音

次

の

訴
訟

が

は

し

ま

っ

た

。

そ

の

概

要

は
次

の

よ

う
で

あ

っ

た

。

明

治

二

〇

年

に

水

車

屋

を
新

設

し

て
上

井

の
水

を
引

用

し

て
水

利

の
妨

害

を
し

て

い

る

か

ら
、

こ

の
水

車

を
取

り
払

っ

て

ほ
し

い
と

訴

訟

に

及

ん

だ

。
被

告

は
、

こ

の
井

は
国

の
も

の
で

何

人

も

随

意

に

使

っ
て

よ

ろ
し

い
し

、

水

を
使

用

し

て

も

す

ぐ

に

本

流

へ
合

水

す

る

か
ら

少

し

も

水

利

の
妨

害

は
し

て

い
な

い
と

抗

弁

し

て

い
る

。

し

か
し

、

こ

の
井

堰

は

五

加

村

に

限

っ
て

使

用

で

き

る

も

の
で

あ

る

し

、

た

と

え

天

下

の
も

の
で

あ

っ
て

も

他

人

に

害

の
あ

る
場

合

は
自

由

に

使

っ
て

は
な

ら

な

い
。

た

と

え

水

車

の
た

め

の
分

水

路

は

小

距

離

で

あ

っ
て

も

減

水

は
確

か
で

あ

る

。

ま

た

被

告

は

吹

上

の
有

賀

彦

太

郎

か
ら

水

車

権

利

を

買

い
う

け

た
と

い
う

が

、

そ

れ

は

器

械

を

買

っ
た

だ

け

で

、

彦

太

郎

は

現

に

水

車

営

業

を

し

て

い
る

。
そ

の

う

え

五

基

の

臼

を

買

っ

て

お

き

な

が

ら

九

基

の

営
業

を

し

て

い
て

、

多

量

の

水

を

引

用

し

て

い
る

か

ら

水

利

妨

害

の

事

実

も

著

明

で

あ

る

。

裁

判

で

は

こ

の
器

械

だ

け

買

っ

た

と

い
う

こ

と

は

認

め

ら

れ

ず

「

水

車

営
業

鑑

札

書

き

換

え

」

も

あ

っ

て

一

応

権

利

は

認

め

ら

れ

た

が

、

吹

上

で

買

っ
た

権

利

を

大

泉

新
田

で
使

用

す

る

の

は
違

法

で

あ

る

と

し

て

、

被

告

は

論

所

で

上

井

の

水

を

使

用

す

る
権

利

は

な

い
と

認

め

ざ

る

を

得

な

い
と

、

判

決

は
下

っ
た

。

使

用

期

間

の

制

限
　

水

が

少

な

い
の

で

、

す

で

に

あ

る

水

車

の

使
用

も

期

間

を

限

っ
て

許

さ

れ

た

。

差

シ
上
ゲ
串

ス
証
書

拙
者
儀
貴
耕
地
上
井
用
水

へ
ば
っ
た
リ
ヲ
取

り
拵

工
用
水
ヲ
使
用
致

シ
候
所
今
般
御
談
事

二
相
成
り
候
二
付

キ
達
ツ
テ
御
無
心
申

シ
上
ゲ
侠
テ
毎
年
八
十
八
夜
ヨ
リ
二

百

十

日

迄

ば
っ
た
リ
ヲ

差
シ
止
メ
置

キ
申
ス
可

ク
侠
後
日
違

論
之
無

キ

タ
メ

ー
札
差

シ

上

ゲ

侠

処

依

ツ
テ
件

ノ
如

シ

上
伊
那
郡
西
箕
輪
村
百
十
番
地
　

有
賀
長
十
郎
⑩

明
治
廿
五
年
五
月
十

六
日

上
伊

那
郡
南
箕
輪
村
大
泉
惣
代
　

原
信
一
殿

外
惣
代
　

御
中

追

ツ
テ
修
繕
致

シ
候
節
（

貴
耕
地

へ
御
届

ケ
御
見
分
相
受

ケ
申

ス
可

ク
候
事

（
中
宿
文
書
）

こ

の
よ

う

な

届

け

吹

上

か
ら

も

大

泉

新

田

か
ら

も

出

て

い
る

。

営

業

用

に

は

決

し

て

い
た

さ

な

い
で

、

自

家

用

だ
け

と

つ
け

加

え

て
あ

る

も

の

も

あ

る

。

こ

の
よ

う

に

し

て
水

車

に

よ

る
減

水

を

防

い

だ

の
で

あ

る

。

水

車

の

急

停

止
　

ま

た

、

急

に

水

車

を

停

止

さ

せ

る

こ

と

も

あ

っ
た

。
次

の
回

章

は

そ

の

例

で

あ

る

。

回
　

章

回

章
ヲ
以
テ
申

シ
上
ゲ
候
　

陳

レ
ハ

本
年
（

非
常
ノ
旱
魅
ニ
テ
日
増

シ
ニ
減
水
相
成
り
候

二
付
キ
増
水
相
成
り
候
迄
一
時
水
車
相
止

メ
井
水
ノ
淀
滞
ナ
ラ
ザ
ル
様
致

シ
度
キ
ニ
付
キ

右
様
御
部
内
水
車
使
用
人
へ
御
諭
示
相
成
り
度
ク
此
ノ
段
御
照
介

二
及
ビ
候
也

追
テ
御
了
承
ノ
上
（

認
印
成
サ

レ
度
ク
催
也

明

治
二
十
六
年
七
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大

泉
惣
代

月
番
　
原
　

信

一

大

泉
新
田
区

部
長
　

原

新
太
郎
殿

吹

上
区

部
長
　
　
　

有
賀

徳
太
郎
殿

足
銭
二
銭
五
厘
ズ
ツ
御
渡

シ
下
サ

レ
度

夕
候
也

（
中
宿
文

書
）

こ

の
通

知

を
出

し

だ

の
に

、

こ

れ
に

応

じ

な

い
者

が
出

て
来

て

そ

れ

が
訴

訟

に

な

っ

た

。
「

水

車

用

水

引

用

差

シ
止

メ
事

件

ノ

訴

状

」

の
原

告

が

大

泉

の

原

信

三

外

九

一
名

、

被

告

が
西

箕

輪

村

六

九
番

地

の
原

新

太

郎

で

あ

っ

た

。

判

決

は
大

泉

の
請

求

ど

お

り
に

水

車

を

停

止

す

る

こ
と

に

な

っ

た

が
、

被

告

は

こ

れ

を
不

服

と

し

て
控

訴

し

た

。
不

服

の
控

訴
状

は
長

野

地

方

裁
判

所

長

あ

て
に

‘
だ

さ

れ

た

。
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第４章 水 と村 の生活

表

４
１
５

水

車

営

業

者

（

明
2
6
年

）

木
　

下

久
保
北

久
保
南

汪I南 吹 大 大 北
泉

畑 殿 上 新 泉 殿
田

神
子
柴

一 一

六 二 五 三 一 一 三 四 九 四

（
役

場

文

書

）

明
治
三
（
年
九
月
二
（
日
、
控
訴
は
認

め
ら
れ

ず
、
判
決
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
こ
の
訴
訟
費
用
は
金

一
一
円
三
一
銭
の
大
泉
の
請
求
を
金
九
円
八
六
銭
認

め
た
伊
那
区
裁
判
所
の
と
、
長
野
地
方
裁
判
所
へ
出

頭
し
た
と
き
の
費
用
と
弁
護
士
支
払
い
ま
で
含
め
て

合
計
金
二
七
円
七
四
銭
で
あ
っ
た
。

な
お
、
明
治
二
六
年
二
月
二
五
日
の
「
水
車
会
連

名
規
約
簿
」
に
よ
る
と
、
そ
の
当
時
営
業
し
て
い
た

水
車
の
数
は
表
４
－

５
の
よ
う
で
あ
る
が
、
水
の
乏

し
い
上
井
を
使
っ
た
大
泉
新
田
と
吹
上
に
水
車
の
数

の
多
い
の
が
目
立
っ
て
い
て
、
水
車
問
題
が
深
刻
だ

つ

た

こ
と

を
も

の
が

た

っ
て

い

る

。
水

車

に

よ

る
減

水

も

事

実

相

当

あ

っ
た

か
と

思

わ

れ

る

。

製

糸

器

械

と

し

て

の

水

車
　

水

車

は

け

じ

め

掲

米

の
動

力

源

が

主

で

あ

っ
た

が

、

時

代

が

た

っ

て
、

明

治

三

〇

年

代

に

は
製

糸

業

の
動

力

源

と

も

な

っ
た

。

証

上
伊

那
郡
西
箕
輪
村
一
〇
五
番
地
製
糸
所
製
糸
器
械
運
転
ノ

ク
メ
本
年

六
月
中
貴
耕
地
上

井
用
水
路

へ
無
談

二
水
車
ヲ
新
設

シ
使
用
侯
処
貴
耕
地

ヨ
リ
該
水
車
差
止

メ
御
談

二
及
バ

レ
何
共
申
訳
之
無

ク
侠
　

然

ル
上
（

右
水
車
悉
皆
速

ヤ
カ
ニ
取

り
払
イ
申

ス
可

ク
候
後
日

ノ
為

二
証

書
差
入

レ
申

シ
候
処
件

ノ
如

シ

明
治
三
拾
二
年

七
月
十
三
日

西
箕
輪
村
百

八
番
地
　

唐
沢
長
太
郎

南

箕
輪
村
大
泉
　

惣
代
御
中

（
大
泉
区
有
文
書
）

こ

の
よ

う
に

水

車

を
取

り
払

う

と

約

束

し

て

い

る
が

、

こ

れ
が

ま

た
簡

単

に

は

収

ま

ら

な

か

っ

た

。

明

治

三

六

年

に

な

っ
て

、

こ

の
水

車

取

り

払

い
事

件

の

裁

判

が

起

こ

っ

て

い

る

。

原

告

は

大

泉

区

民

一

〇

一

名

、

被

告

は

長

太

郎

で

あ

る

。

そ

の
伊

那
区

裁
判

所

の
判

決

は

次

の
よ

う

で

あ

る

。

被
告
（

西
箕
輪
村
一
〇
五
番
地

二
建
設

シ
ア
ル
水
車
ヲ
取

り
払
ウ
可

シ
。
若

シ
被
告

二
於

テ
取
り
払
イ
ヲ
為
サ
ザ
ル
時
（

原
告
（

被
告
ノ
費
用
ヲ
以

テ
取
り
払
ウ
可

シ
。
訴
訟
ノ
費

用
（

被
告
ノ
負
担
ト

ス

訂4

明
治
三
十
六
年
十
月
三
十
一
日

伊
那
区
裁
判
所
二
於
テ
　
判
事
阿
川
深
蔵

（
中
宿
文
書
）

判
決
に
よ
り
明
治
三
七
年
八
月
二
日
、
伊

那
区

裁
判
所
の
執
達
吏
に
よ

っ
て
、

午
後
三
時
か
ら
完
全
に
取
り
払

わ
れ
た
。

動
力
が
な
く
て
は
製
糸
器

械
が
回
ら
な

い
、
そ
こ
で
別
の
水
車
の
権
利

を
求
め

て
、
西

箕
輪
村
長
の
証
明
の
あ
る
水
車
が
登
場
し
て
き
た
。
そ
れ
は
新
し

い
水
車

で
あ

っ
て
は
な
ら
な

い
の
で
、
水
車
の
来
歴
が
し
る
さ
れ
て

い
る
。

明
治
一
〇
年
三
月
　
　
　
　
県
税
取
調
長
野
県
権
令
宛
届
出
。

明
治
一
七
年
コ

ー月
二
日
　
唐
沢
秀
太
郎
へ
売
渡
ス
（
一
三
円
一
九
銭
七
厘
五
毛
）

明
治
二
六
年
三
月
　
　
　
　
唐
沢
文
太
郎
へ
売
渡
ス

明
治
三
六
年
九
月
四
日
　
　
唐
沢
員
雄
買
い
請
け

（
水
車
売
渡
証
明
三
六
・
五
・
二
九
　
四
十
五
円
也
）

（
中
宿
文
言
）

と
こ
ろ
が
こ
の
水
車
が
ま
た
紛
争
の
種
と
な

っ
た
。
第
一
に
場
所
が
製
糸
所
と

一
四
～
一
五
間
も
離

れ
て

い
る
。
第
二
に
そ
の
水
車
の
運
転
方
法
が
異

な
る
。
第

三
に
唐

沢
文
太
郎
が
そ
の
昔
橋
挽
し
た
と

い
う
水
車
は
跡
形

も

な

く

な
っ
て

い

る
。
場
所
が
違
う
と

い
う
こ
と
は
、
慣
例
で
新
設
と
見
な
さ
れ
認
め

ら

れ

な

い

し
、
跡
形

も
な

い
水
車
を
買

い
受
け
た
と

い
っ
て
も
そ
れ
も
新
設
で
認
め
る
わ
け

に
は

い
か
な

い
。
し
た
が

っ
て
権
利

の
な

い
水
車
を
建
設
し
て
も
権
利

を
認
め
る
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わ

け
に

い

か

な

い

。

上

井

用

水

に

対

す

る
こ

の
き

び
し

い

お
き

て
と

慣

例

、

そ

れ
に

も

か

か

わ
ら

ず

水

車

が

欲

し

い
。

こ

の
よ

う

な

曲

折

を

経

て
、

ど

の
よ

う

に

水

車

を
利

用

し

て

い

た

か
、

い
な

か

っ
た

か
、

は

っ
き

り

し

な

い

。
残

さ

れ

た
文

書

に

は
、

大

正

元

年

に

な

っ
て

よ

う

や

く

契

約

が

成

立

し

て

正

式

に

水

車

が

使

え

る

よ

う

に

な

っ
た

。

大

正
元

年
一
〇

月
二
七
日
　

唐

沢
員

雄
と
水
利
権
契
約

成
る

大

正
四

年
二
月
七
日
　
　
　

南

信
組
合
に
継
承
す
。

大
正

六
年

コ

ー月
一
二

日
　

唐
沢
員
雄

に
復
帰

。
（
南
信
組
合
解
散
）

よ

う
や

く

ま
と

ま

っ

た

こ

の
水

車

権

は
次

の

よ

う
に

、

内

容

証

明

の
郵

便

で

大

泉

に

通

知

さ

れ
、

権

利

の
存

続

が

は

が

ら

れ

て

い

る

。

通
知
書

大
正
元
年
十
月
二
十
七
日
附
唐
沢
員
雄
対
清
水
卯
兵
衛
殿
外
拾
名
ノ
契
約

二
係

ル
製
糸
用

水
使
用
ノ
件
、
其
ノ
後
大
正
三
年
中

二
唐
沢
員
雄
大
泉
区

惣
代
卜
協
議
ノ
上
該
契
約
ヲ
南

信
生
糸
販
売
組
合
へ
継
承
使
用

ス
ル
事

二
致

シ
置
キ
候

工
共
使
用
場
所
及
ビ
契

約
者
名
変

更
等
（

絶
対

二
許
サ
ザ
ル
コ
ト
、
及

ビ
唐

沢
員

雄

二
於
テ
復
旧
使
用

ス
ル
場

合
二
（

南
信

組
合
（

優
先
権

ア
ル
唐
沢
員
雄
及

ビ
大

泉
区

二
対

シ
何
等
違
議
申

シ
出

デ
出
来

ザ
ル
（

勿

論
現
契
約
場
所
即

千
百
箕
輪
村
一
五

七
三
番
地
ヲ
変
更
他
地
籍

二
於
テ
該
水
利
権
ヲ
以
テ

南
信
組
合
ノ
使
用

ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ

ズ
依
テ
大
泉
区

二
於
テ
唐
沢
員
雄
ノ
契
約
卜
何
等
関

係
ナ
キ
特
別
性
質
ノ
契
約
ヲ
南
信
組
合
卜
締
結

セ
ル
場
合
（

此
ノ
限
リ

ニ
非
ズ
唐
沢
員
雄

ト
ノ
契
約
（

何
等
異
動
ナ
キ
モ
ノ
ト
御
承
知
成

シ
下

シ
置

カ
レ
度
ク
右
御
通
知
申

シ
上
ゲ

候
也

大
正

五
年
四

月
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
箕

輪
村
　
唐

沢
員

雄

南

箕
輪

村
大
泉
区

総
代
区

長
　
田

中
静
雄
殿

こ

れ

は

こ

の

日
付

で
木

下

郵

便

局

か

ら

書
留

内

容

証

明
郵

便

と

し

て

出

さ

れ

た

。続

い

て
、

大

正

六
年

コ

ー月

二

六

日
、

同

じ

く
内

容

証

明

の
書

留

で

、

同

年

一

二

月

二

一
日

で

南

信

組

合

が
解

散

し

た

の

で
、

水

利

権

は
唐

沢

員

雄

に

復

帰

し

た

と

い
う

「

通

知

書

」

が

届

け

ら

れ

て

い

る

。

こ

の
よ

う

な

水

車

の

水
利

権

は

昭

和

に

な

っ
て

も
大

事

に

さ

れ

次

の

よ

う

な
届

が

出

て

い
る

。

水
車

移
転
合
同
御
届

今
般
浦
野
頼
定
及

ビ
有
賀
文
行

ノ
瀧
ヲ
利
用
致

シ
協
同
精
米
所
ヲ
左
図
ノ
通

り
水
車
移
転

合
同

ス
可

ク
、
右
此

ノ
段
御
届

ケ
申

シ
上
ゲ

マ
ス
。

右
谷
目（
文
行

浦
野

頼
定

旧
水
車

五
間

昭
和

二
十
四
年
二
月

二
十

八
日

旧
・
小
車

復

活

水

車

西
箕
輪
村
吹
上
　

浦
野
頼
定
⑩

外
四
十
九
名

南
箕
輪
村
大
泉
区
長
殿

（
中
宿
文
書
）

五

〇

名

に

も

及

ぶ

共

同

精

米

所
用

の
水

車

で

は

あ

る

が

、

念

に

は

念

を

入

れ

て

、

も

し

こ

の

精
米

所

が
解

散

し

た
場

合

に

は
、

権

利

を

復

活

し

て

ほ

し

い
と

の

願

い

も
同

時

に

出

さ

れ

て

い
る

。

こ

れ

よ

り
少

し

前

の
大

正

一
五

年

に

も

、

大

泉

井

と

水

車

と

の
関

係

で

、

次

の

よ

う

な

「
覚

」

が

と

り

か

わ

さ

れ

て

い

る

。

覚

私
宅
精
米
業
動
カ
ユ
関

シ
大

正
十
三
年
以

降

二
於
テ
筧
樋
ノ
儀

二
付

キ
大

泉
井

二
係
ル
御

損
害
（

聊
モ
相
掛
ケ
申
ス
開

敷
キ
事

大

正
十
五
年
十
二
月
二
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
賀

且

昌
三
　

⑩

大

泉
井
係
殿

昭

和

の
現

代

に

な

っ

て

も
、

水

路

を
改

良

す

る
と

き
、

こ

の
水

車

と

の
関

係

が

訂5
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て

て

く

る

の
で

、

そ

の
点

の
確

認

が

次

の
よ

う

に

な

さ

れ
て

い

る

。

今
回
ノ
五

力
井
水
路
工

事
後
水
車
ノ
利
用
（

致

シ
マ
セ
ン

昭
和
四
十
九
年
十
二
月
二
十
四
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吹
上
区
　

有
賀
正
人
⑩

五

力
井
委
員
長
　

大
泉
区
長
原
孝
光
殿

（
大
泉
区

有
文
書
）

今

後

省

干

不
時

代

を

迎

え

、

リ

バ

イ

バ

ル
ブ

ー

ム
と

相

伴

っ
て

こ

の
水

車

の
水

利

権

に

ま

つ

わ

る
問

題

は
、

ど

の
よ

う

に

な

っ
て

く

る

の
で

あ

ろ
う

か

。

カ
　

訴

訟

費

用

の

調
達

訴

訟

を

す

れ

ば

た
と

え

勝

訴

に

な

っ
て

も

費

用

は

か

か

る

。
水

論

が

相

つ

い

だ

明

治

の
中

ご

ろ
、

大

泉

耕

地

の
共

有

田

を
売

却

し

て

い

る

の

は
、

そ

の
訴

訟

費

用

の
捻

出

に

や

む

な

く
行

な

っ

た

も

の

と
思

わ

れ

る

。

明
治
十
四
年

八
月
十

六
日
、
水
論
費
賄
イ
方

二
付

キ
伍
長
協
議
ノ
上
、
耕
地
共
有
田
六
枚

売
却
約

定
ノ
記
　

大

泉
耕
地
伍
長

第

一
番
　

学
校
田
束

ノ
方

二

田
　

四

畝
六
歩
　

三

十
坪

二
付

キ
代
金
三
拾
三
円

六
拾
銭

代

金
百
四

拾
壱
円

拾
弐
銭

第
二
番
…
…
（
以
下
略
五
枚
）
…
…

（
大

泉
区
有

文
書
）

こ

の

と

き

合

計

九

七

〇

余
円

と

い
う

大

金

を

捻

出

し

た

。
田

は

い

ず

れ

も

四

畝

～

五

畝

の

広

さ

で

、

入

札

に

よ

っ

た

ら

し

く

、

次

の

よ

う

な

記

録

も

残

っ

て

い
る

。

第
一
番○

一
俵
取
リ

ニ
付

キ

高

札
／／／／／／／／

金
三
十
三
円
六
十
銭

″
二
十
三
円
十
銭

″
三
十
円
　

五
銭

″
三
十
円
五
十
銭

″
三
十
一
円
五
十
銭

田
中

口

や
②⑨口

″
　

″
三
十
二
円
　
　
　
　
原
や

第
二
番
…
…
以
下
略
…
…

こ

れ
を
見
て
も
当
時
田
を
欲
し

い
人
は

か
な
り
多

か
っ
た

の
か
入
札
者
も
多
く

価
格
も
き

わ
ど
い
差

の
五
〇
銭
内
外

の
差
で
落
札
し
て

い
る
。

こ

の
よ
う
に
し
て
、
大
泉
耕
地
で
は
毎
年

の
よ
う
に
水
論
費
が

か

か

っ

た

の

で
、
明
治
一
〇
年
「
水
論
一
件
諸
入
費
附
け
立
て
帳
」
や
「
耕
地
費
・
人
足
費
・

水
論
費
・
井
掛
費
・
割
賦
帳
」

萌

治
一
二
年
）
、
「
明
治
一
三
年

ヨ
リ

同
一
五
年
迄

水
論
費
立
テ
替

工
手
控

工
簿
」
な

ど
が
残

っ
て

い
る
。
当
時
耕
地
費
・
人
足
費
・

水
論
費

は
三
費
と
称
し
て
毎
年

の
よ
う
に
賦
課
さ

れ
た
。

大
泉
ば

か
り
で
な
く
五

か
井
組
で
も
費
用
は
多
く

か
か
っ
た
。
明
治
二
一
年

の

「
大
泉
新
田
よ
り
四
耕
地

へ
係

る
水
論
費
取
り
調

べ
割
賦
帳
」
は
井
組
事
務
所
で

作
成
し

た
も

の
で

あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
多

く
の
水
論
費

を
工
面
し

て
い
る
。

と
こ

ろ
で
先

の
よ
う
に
入
札
に

よ
っ
て
、
田

は
買

っ
た
も

の
の
金

の
調
達

が
で

き
ず
、

そ
れ
が
落
札
者
に
渡

ら
な
い
で
、
人

が
代

わ
っ
て
い
る
場
合

が
多

い
。

こ
の
よ
う
に
耕
地
共
有
財
産

を
売
る
こ
と
は
大
変

な
こ

と
で

あ
り
、
買
主

が
買

え

な
い
と

き
は
、
四
割

の
罰
金

を
と

る
と
規
定

さ
れ
て
い
た
り
、
八
月
三
〇
日

の

期
限
に
支

払
う
は
ず
が
翌
年

の
一
月
に

な
っ
て
五
か
月
間

の
利
息

を
払

わ
せ
た
り

し
て
、
そ
の
資
金
の
確
保
に
っ
と
め
た
。

一
、
田
　
四
畝
四
歩
　
代
価
七
拾
円
四
十
銭
　
原
幸
監
代

此
利
金
五
円
八
拾
六
銭
七
厘
　
但
シ
九
月
ヨ
リ
十
六
年
一
月
迄
五
ヵ
月
ノ
利

大
泉
で
は
、
明

治

コ

二
年

に
共
有
田

を
売
り
、
翌
一
四
年
に
も
一
五
年
に
も
売

っ

て
、

そ
の
合
計

が
金

一
六

九
七
円
こ
二

銭
二
厘
に
も
な

っ
て
い
る
。
こ

の
よ

う
に

多
く
の
費
用

を
訴
訟
に
か
け
た
の
で
あ
る
。

J阿



第１節　水を求 めて

３
　

新
　
　
　

井

出
　

新
井
の
認
可

下
井

の
水
が
不

足
し
て
上
井

を

つ
く
り
、
よ
う
や
く
に
渇
を

い
や
し
て
き
た
大

泉
が
、
明
治
の
新
時
代

を
迎
え
た
。
両
井

を
も

っ
て
し
て
も
水
不

足
は
依
然
と
し

て
続

い
て

い
る
の
に
、
大

泉
新
田

と
吹
上

は
「
中
井

」
の
許
可

を
本

山
県
属

か
ら

と
っ
て
し
ま
っ
た
。
旧

来
の
慣
行

水
利
権

は
認

め
ら
れ
ず
、
明
治

六
年

の
規
定

書

で
そ
れ
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
本

山
県

属
の
な
す
無
謀
な
こ
と
と
嘆

い
て

み
て
も
、
世
は
新
し
く
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
危
機
に

立
っ
た
大

泉
の
村
人

た
ち
は
、
こ
れ
に
対
し
て
立
ち
上

が
っ
た
。
明

治
七
年

一
一
月
、
大

泉

単

独

で

「
新
井

」
の
計
画

を
た
て
た
。
お
願

い
書
「

書
付

ケ
ヲ
以

テ
願

イ
奉

り
候
」

は
そ

の
開

の
事
情

を
詳
し

く
の
べ
て
い
る
。

大
泉

は
原
野

の
中
央
に

あ
っ
て
水
便

が
悪

く
、
上
昇

を
大
泉
所

か
ら
引

い
て
い

る
が
、
飲
用
水

だ
け
し

か
な

い
。
下
井
も

あ
る
が
こ

れ
も
渇
水

の
時
に
は
楊
げ
口

に
水
が
届

か
な

い
。
村
で
相
談
し
て
村
内
へ
縦
井
戸
一
一

か
所
を
掘

っ
て
飲
用
水

に
あ
て
、
上
井
下

井
の
合
水
で
村
の
百
方
で
畑
を
田

に
開

い
て
き
た
。

わ
ず
か
の

水
田

で
あ
る
が
、
水
番
を
昼
夜

つ
け
て
一
日
に
一
度
は
水
を
注

い
で
、
丹
誠
こ
め

仏

寸

重

兪
　

ｙ

／

／

り

川
口
い

い
ｙ

～

新
　
　

井

イ て 丁 こ ）

図4-15　新井の井筋略図

て

耕

作

し

て

い
る

。

と

こ

ろ

が

一

昨

年

酉

年

（
明

治
六
年
）

に

吹

上

と

大

泉

新

田

へ

分

水

の
御

処

分

を

さ

れ

て
畑
ｍ

成

り

が

多

分

に

で

き

た

の

で

、

流
末

の
大

泉

で

は

植

え
付

け

が

で

き

な

い
で

難
儀

し

て

い
る

。

そ

こ

で

種

々
勘

案

し

て
大

泉

所

の

日

陰

山

と

唱

え

る
、

一

ノ

沢

、
ニ

ノ

沢

、

（
三

ノ
沢
）
、

四

ノ
沢

に

少

々

ず

つ

水

が
湧

き
出

て

い

る

が
、

途
中

で
浸

み
失

せ

て

い

る

の

で
、

山

の
中

腹

へ
井

筋

を
掘

り

こ

の
水

を
引

き
取

り
田

地

の
助

け

水
に

し

た

い

。

そ

の

上

う
に

す

れ

ば
他

へ
差

し

障

り
も

な

く
水

を
得

ら

れ

る

。

そ

う

な

れ

ば
水

の
不

自

由

も

な

く
な

り
、

荒

地

を
五

町

歩

（
五
ｈ

）

ほ

ど
畑

田

成

り

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

…
…
何｛
芋
格
別
ノ
御
慈
悲
ヲ
以
テ
右
三
沢
ノ
水
大
泉
へ
下

シ
置

カ
レ
候
様
偏

二
村
方
一
同

願
イ
上
ゲ
奉

り
候
　

謹
言
　

明
治

七
戌
年
十
一
月

（
役
場
文
言

こ

れ

は
文

字

ど

お

り

の
村

方

一
同

の
懇

願

で

あ

っ
た

。

翌

明

治

八

年

一

月

一

七

日

に

も

再

び

懇

願

し

て

い
る

。

筑

摩

県

の

権

令

か

ら

は
井

組
村

々

の
示

談

を

と

っ
た

上

で

願

書

を
差

し

出

す

よ

う
に

い
わ

れ

た

。

そ

こ

で

五

加
井

組

の
集

会

で
談

判

し

た

と

こ

ろ

全

会

一
致

で
示

談

が
成

立
し

た

。
調

印

の
段

に

な

っ

て
、

吹

上

だ

け

が
調

印

し

な

い

。

そ
も

そ
も

吹

上

は
飲

用

水

だ
け

だ

っ

た

の
に

、

明

治

六
年

の
規

定

で
新

し

く
中

井

を
認

め
中

坂

分

枡

も

こ
し

ら

え

た

の

で
、

多

く

の
畑

田

成

り
が

で
き

た

。
別

に

故

障

は
申

さ

な

い
が

調

印

を
し

て

く

れ
な

い

。

ど

う

か
吹

上

村

を
召

し

出

し

て
調

印

を
仰

せ

付

け

て

い

た

だ
き

た

い

。

…
…
右
吹
上
村
御
召

シ
出

シ
示
談
書
へ
調
印
致

シ
呉

レ
候
様
仰
セ
付
ケ
ラ

レ
前
条
願
イ
奉

り
候
通

り
御
許
容
成

シ
下
サ

レ
度

ク
別
紙
示
談
書
相
添

工
伏

シ
テ
願
イ
奉

り
候

明
治

八
年
二
月
二
十
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
村
総
代
　

原
八
十
吉

同
　
　
　

原
孫
左
衛
門

副

戸

長
　

清
水
宇
宅

原7



水と村の生活第4 章

筑
摩
県
権
令
　
永
山
盛
輝
殿

こ
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
、
吹
上
は
召

し
出
さ
れ
て
説
得
さ
れ
示

談
が
成
立
し

た
の
で
、
正
式
に
願
書
を
提
出
し
た
。

吹
上
村
御
召

シ
出

シ
御
利
解
成

シ
下

シ
置
カ
レ
之

二
依
テ
別
書
ノ
通
Ｕｙ
双
方
示
談

…

…

」
と

あ

る

よ

う
に

、

き

び

し

く

迫

ら

れ

て

や

む

な

く

認

め

ざ

る

を

得

な

か

っ

た

。
そ

れ
と

ひ

き

か
え

に

こ

の
新

井

に

つ

い
て

よ

う

や

く

吹

上

の
印

も
得

ら

れ

て

ぼ

っ
と

し

て

い

た
。

と

こ

ろ
が

、

思

い
が

け

な

い
故

障

が

大

泉

川
下

流

の
田

畑

耕

地

か

ら

で

て

き

た

。
明

治

八

年

六

月

二

八

日

に

だ

さ

れ

た
「

流

上

畑
田

成

り

難

渋

願

」

が

そ

れ

で

あ

る

。
田

畑

耕

地

の
田

方

養

水

は

源

を

大

泉

所

山

に
発

す

る

大

泉
川

で

、

中

途

は

伏

流

し

て

い
る

が
下

流

で

現

れ

て

、

六

か

所

か

ら

水

を
引

き
取

っ
て

一

一

町

歩

余

を

養

っ
て

い
る

。

と

こ

ろ

が
明

治

五

、

六
年

に

流

上

で
新

し

く
中

井

を

こ

し

ら

え

畑
田

成

り

の

許
可

を
下

さ

れ

て

し

ま

っ
た

。
苦

情

を

申

し

上

げ

た

が

ほ

ん

の

わ

ず

か

な
反

別

で

あ

る

し

、

新

し

い
開
化

の
時

代

に

は
有

を
以

て
無

に

通

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
か

ら

、

こ

れ

を

採
用

す

る
方

針

だ

と

厳
命

さ

れ

た

の

で
黙

っ
て

い
た

。

そ

れ

な

ら

ば

久

保
耕

地

の
栃

か
洞

の
湧

水

を
引

き
取

ら
せ

て
と

申

し

出

た

が
、

他

日

見

分

の
上

と
申

さ

れ

遷

延

し

て
今

日

ま

で

何

の
音

沙

汰

も

な

い
。

本

年

に

な

っ
て
大

泉

で

新
井

を

こ
し

ら
え

る
由

を

き

い

て
、

水

の

少

な

い
川

筋

で

無
限

に

畑
田

成

り

が

で

き

て

は
流

米

は

難
渋

の
極

み

で
忍

び

が

た

い

。
元

来

、

飲
用

水

な

ら

ば

人
馬

が

飲
料

の
外

は
元

の
大

泉

川

へ
注

ぐ

の

で
被

害

は

少

な

い

が
、

吹

上

の

よ

う
に

北

側

へ
畑

田

成

り

を

さ

れ

て

は

そ

れ

も

な

ら

ず
、

流

末

が

か

れ

か

わ

く

の

は

必

至

で

あ

る

。

…
…
一
刀
来
呑
用

水
ノ
儀
（

人
馬
飲
料

ノ
外
元
川

筋
へ
相
注
ギ
候

処
此
ノ
上
吹

上
耕

地
請
願

ノ
通
り
畑
田
成

り
御
取

り
付

ケ
相
成
り
侯
テ
（

涸
旱

必
然

二
付

キ
屡
こ
旱
損

二
立
チ
至
ル

可

ク
壬
申
以
降

焦
心
刻
苦
仕

り
候
段
恐

レ
ナ
ガ
ラ
御

洞
察
成

シ
下

シ
置

カ
レ
古
田

永
続
相

成
り
候
様
偏

二
願
イ
上
ゲ
奉
り
候
以

上

明
治
八
年
六
月
廿
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　

右
耕
地
地
持
惣
代
　

且

戸
伝
八

（
以
下

九
人
）

筑
摩
県
権
令
　

永
山
盛
輝
殿

（
役
場
文
書
）

原8

行

キ
届

キ
惣
連
印
仕
り
候
間
先
般
差

シ
上
ゲ
奉
り
族
願
ノ
通
り
仰
セ
付

ケ
ラ
レ
下

シ
置

力

レ
候
様
伏

シ
テ
懇
願

シ
奉
り
候

明
治
八
年
四
月
十
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
耕
地
惣
代
　

酒
井

七
左
衛

門

原

孫

左
衛
門

原
　
　

八
十
吉

副
戸
長
　

原
　
　

新
　

吾

筑
摩
県
権
令
　

永
山
盛
輝
殿

（
役
揚
文
書
）

権

令

か

ら

は
、

見

分

の

上

何

分

の
指

令

を
下

す

と

い

う
朱

書

が
同

日
付

で
記

さ

れ

た

。

そ

れ

も

そ

の

は

ず
、

そ

の

「
示

談

約
定

書
」

は
、

五

加
村

の
耕

地
総

代

田

持

総
代

の

計

三

七
名

が
連

署

し

て

い
る

大

が

か

り

な

も

の

で

あ

っ
た

か

ら

で

あ

る

。

そ

れ

に

し

て

も

四

月

一

五

日

に
成

立

し

た
示

談

書

を

も

っ

て
、

同

一

七

日

に

は

県

へ

届

け

、

次

の

よ

う

な

県

の
印

を

も

ら

っ
て

い
る

。

そ

の

ス
ピ

ー
ド

ぶ

り

に

、

大

泉

の

熱

意

が
現

れ

て

い
る

。

書
面
新
井
掘

り
割

り
願

イ
ノ
義
実
地
見
分

ノ
上
何
分

ノ
指
令

二
及

ブ
可

キ
事

明

治
八
年
四

月
十
七
日
引

さ

て

、

そ

の
示

談

書

の
内

容

で

あ

る

が
、

富
田

・
中

曽

根

は
新

井

に

は
賛

成

、

た

だ

し

そ

の

水

量

を

大

坂
頭

で
測

っ
て

そ

の

三

分

だ

け

は
大

枡

で
増

や

し

て

ほ

し

い
。
（
こ

の
結
果
、
大
枡
で
両
耕
地
取
得
分
か
三
分
だ

っ
た
の
を
三
分
二
厘
に
増
や
し
た
。
）
。

吹

上

と

大

泉

新
田

は

中
井

と

中

坂

分

枡

や

二

寸

口

で

分

水

し

て

ち

ら

っ
た

か

ら

、

新

し

い
条

件

は

だ

さ

な

い
。

と

い
う

の

で

あ

っ
た

。

こ

れ

は

大

泉

側

で

も

こ

の

中

井

に

つ

い
て

は

異

議

を

申

し

立

て

た

が

「

御

利

解

厳

重

申

シ
聞

カ

サ

レ
余

儀

無

ク



第１節　水を求めて

こ

の
難

渋

願

に

些

戸
長

高

木

省

三

、

倉

田

三

郎

、

清

水

平

一

郎

も

奥

印

し

て

い

る

。

さ

ら

に

同

一

趣

旨

の
願

書

が

七

月

五

日

に

ち

だ

さ

れ

た

。

こ

の

願

書

に

は

地

図

が

つ

い
て

い
て

、
大

泉

川
右

岸

か

ら
田

畑

耕

地

へ

六

か

所

か

ら

の
引

水

路

が

記

さ

れ

、
吹

上

大

泉

新
田

両

耕

地

が

左

岸

へ
畑

田

成

り

を

し

て

い

る

こ

と

が

強

調

さ

れ

て

い

る

。

こ

の
田

畑

耕

地

か

ら

の
意

外

の
故

障

に

対

し

て
大

泉

耕

地

か

ら

は
、

何

の

い

わ

れ

も

な

い

こ

と

だ
と

「
御

願

い
書

」

が

だ

さ

れ

た

。

御
願
イ
書

…
…
何
ノ
謂
モ
之
無

ク
新
井
掘
り
割

ジ
大
泉
所
流
水
引

キ
取
り
候
儀
迷
惑
ノ
趣
横
道

二
拒

障
申
出
デ
候

工
共
元
来
大
泉
所
流
水
ノ
儀
（

旧
大
泉
村
外
四

力
村
用
水
ニ
テ
確
固
タ
ル
証

書
モ
之
有
り
殊

二
用
水
路
ノ
儀
モ
大
泉
川
通
リ
ョ
リ
遥

二
北
方

二
之
有
り
田
畑
耕
地
卜
（

方
位
等
隔

絶
致

シ
聊
モ
田

畑
耕
地
抒
へ
関
係
ノ
儀
之
無
ク
奴

工
共
謂
無
キ
故

障
申

シ
掛
ケ

当
惑

…
…
一
ボ
談

書
調
印
差

シ
拒

ミ
候
間

何
卒
御

慈
悲
ヲ
以

テ
田

畑
耕
地

二
於
テ
拒
障
等
申

シ
張
ラ

ズ
示
談
書
調
印
速

ヤ
カ
ニ
相
成

り
奴
様
仰

セ
付

ケ
ラ

レ
度

ク
此

ノ
段
偏

二
願
イ
奉

り
候
以

上

明
治

八
年

六
月

（
役
揚
文
書
）

こ

れ

に

も

戸

長

の

奥

印

が

あ

る

。
田

畑

耕

地

で

は

水

が

か

れ

る

と

い

い
、

大

泉

耕

地

で

は

関

係

が

な

い
と

い
う

争

い
で

あ

っ
た

。

こ

の

結

果

、

示

談

が

九

月

に

な

っ
て

よ

う

や

く

ま

と

ま

っ

た

。

そ

れ

に

は
大

泉

所

出

水

の
用

水

に

つ

い

て
、

富
ｍ

中

曽

根

に

三

分
分

水

し

た

こ

と

か

ら
、

吹

上

と

大

泉

新
田

が
汲

み
用

だ

け

だ

っ

た

の

を
明

治

六
年

に

新

規

に

中

井

を
認

め

て
畑

田

成

り

が
上

流

で
多

分

に

で

き

て
し

ま

っ

た
経

過

を

ま

ず

く

わ
し

く
述

べ
、

そ

こ

で

大

泉
耕

地

の
飲

用

水

牛
古

田

用

水

に

支

障

を
来

た
し

た

の

で
、

日

陰

山

の
水

を
ひ

く

こ

の

「
新

井

」

を
願

い

で

た

。
田

畑

耕

地

の
故

障

で
裁

判

に

な

る
と

こ

ろ

だ

っ

た

が
、

村

吏

が
仲

裁

に

入

っ

て
、

次

の
よ

う

な

示

談

が

成

立

し

た

。

示
談
済
口
証

一
、
大
泉
耕
地

ニ
テ
字
大
泉
所
山
日
陰
宇
一
ノ
沢

ヨ
リ
四
ノ
沢
迄
合
ワ

セ
四
沢
湧
水
新

二

別
井
相

立
テ
引

キ
取

り
古
田
ノ
養
水

二
致

シ
余
水
モ
之
有

り
候
ワ
バ
自
然
潜
流
之
景

況
モ
之
有
リ
候
問
字
高
根
南
大
泉
新
田
道
通

ジ
ョ
リ
南
ノ
方
へ
畑
田
成
り
開
拓
等
取

り
拵

工
申

ス
可

ク
右

二
付
テ
（

田
畑
耕
地
養
水
差
支

工
相
成
ル
可

キ
ニ
付

キ
水
利
土

功
手
伝
イ
ト

シ
テ
人
足
三
百
人
大
泉
耕
地
ヨ
リ
差
出

シ
申
ス
可

ク
然
ル
上
（

田
畑
耕

地
ニ
テ
故

障
筋
決

シ
テ
申
ス
間
敷
ク
候
事

明
治
八
年
九
月
廿
七
日

（
役
場

文
書
）

こ

の

よ

う
に

新
井

の

余

水

を
田

に

す

る

と

き

、

で

き

る

だ

け
南

側

へ

こ

し

ら

え

る

こ

と

、

人

足

三
〇

〇

人

を
田

畑

耕

地

の
用

水

手
伝

い
に

大

泉

か

ら

だ

す

こ

と

で

妥

結

し

た

。

こ

こ
で

注

意

し

た

い

の

は
、

田

畑

耕

地

か

ら

だ

さ

れ

た
故

障

は
大

泉

の
新

井

に

対

す

る
も

の
で

な

く
、

大

泉

新

田

と

吹

上

の
中

井

に

対

す

る

故

障

で

あ

っ

た

。
こ

れ

は
氷

を

左

岸

へ
放

っ
て

し

ま

う

と

い
う

こ

と

で

な

か
な

か
承

知

し

な

か

っ
た

。

明

治

八

年

一

一

月

七

日

に

は

、
「
流

上

畑

田

成

り
故

障

再

御

願

イ
」

が

だ

さ

れ

て

い
る

。

再

御

願

い

の
理

由

は

、

潜

流

の
水

脈

が

真

直

ぐ

に

つ
な

が

っ
て

い
る

と

信

じ

将

来

を

心

配

し

て

の

こ

と

で

は

あ

る

が

、

実

際

に

当

時

水
不

足

に

悩

ん

で

い
た

の
で

あ

っ
た

。

し

か

し

、

こ

の

再

御
願

い
の

結

論

は
案

外

簡
単

で
、

地
形

か

ら

み

て

水

脈

が
異

な

る

と

し

て

書
類

却
下

に

な

っ

て

し

ま

っ

た

。

書
面
大

泉
川

流
上
吹
上
大
泉
新
ｍ

畑
田
成
リ
ノ
儀
故

障
申
シ
立
テ

ニ
ョ
リ
実
地

ノ
景
況
見

分

二
及

ビ
候
所
其
地

へ
湧
出

シ
候
水
脈
（

右
大
泉
川

卜
（

地
景
異

り
申

シ
立
テ
ノ
趣
信
用

相
成

り
難

キ
ニ
付

キ
書
面
下
ゲ
戻

シ
候

事

明

治
九
年
四
月
廿

八
日

筑
摩
県
参

事
　

高
木
惟

矩
回

訂 夕
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（
役
場
文

書
）

い
ろ

い
ろ

と

曲

折

は

あ

っ

た

が

、

新
井

の

許
可

は

こ

の

却
下

よ

り

前

に

交
付

さ

れ

た

。

こ

れ

は
大

き

な

事
件

で

あ

っ

た

。
大

泉

だ

け

の

民

費

で

、

急

傾

斜

の

山

の

斜

面

を
掘

り
割

っ

て
、

延

々
三

〇

〇

〇

余
聞

も

の
井

筋

を
引

こ

う

と

す

る
意

気

も

盛

ん

だ

が
、

そ

れ

に

も

ま

し

て

こ

の

許
可

は
大

き

な
喜

び

で

あ

っ

た

。

書
面
大
泉
所
山

の
内
字
目
影
山
ヨ
リ
入
会
株
場
字
大
芝
原
ヲ
経
大
泉
耕
地
マ
デ
長
サ
三

千

六
十
六
間
新
井

筋
悉
皆
民
費
ヲ
以

テ
築
造
ノ
儀
聞

キ
届
ケ
候
条
落
成
ノ
上
（

尚

諸
般
詳

細
取

り
調
べ
伺
イ
出
ズ
可

ク
候
事

明
治
八
年
十
二
月
三
日

筑
摩
県
参
事
　

高
本
惟
矩
回

（
役
揚
文
書
）

㈲
　

新

井

の

成

立

明

治

八

年

の

コ

ー
月

三

日

付

で

認
可

の

お

り

だ

こ

の

新

井

は

、

翌

年

の
一

月

に

は

完

成

し

て

、

次

の
よ

う

な

「

御

届

書

」

が

で

て

い
る

。

御
届
書

…
…
…
実
地
御
見
分
成

シ
下

シ
置

カ
レ
同
年
十
二
月
中
御
許
可

相
成
り
候

二
付
キ
早
速
取

り
掛

り
掘

り
割

り
成
功
致

シ
侯
間
諸
般
取

り
調

べ
書
相
添

工
御
届
ケ
申

シ
上
ゲ
奉
り
候
以

上

明
治
九
年
一
月

右
村

酒総
井 代

原原

七
左
衛
門

孫

左
衛
門

八
十
吉

筑
摩
県
参
事
　
高
木
惟
矩
殿

（
役
揚
文
言

認
可

が
お
り
て
直

ち
に
着
工

し
、

あ
っ
と
い
う
間
に

で
き
あ
が
っ
た
。
し
か
し

そ
れ
は
簡
単

な
工

事
で
は
な
か
っ
た
。
さ
き
の
御
届

け
書
に

は
「
大

泉
耕

地
新
井

掘

り
割
り
落
成

書
キ
上
ゲ
記

」
が
つ
い
て
い
て
そ
の
規

模
の
大

き
さ
を
う
か
が
う

こ
と

が
で

き
る
。

て

実
地
反
別
二
百
弐
拾
四
丁
壱
反
壱
畝
廿
四
歩

入
会
地
四
ノ
沢
ヨ
リ
披
場
掘
り
割
り
長
サ
六
百
九
十
六
間

入
会
地
大
芝
原
掘
り
割
り
長
サ
二
千
二
百
拾
間

民
有
地
掘
り
割
り
掛
樋
埋
樋
共
長
サ
百
五
十
六
間

一
、
新
井
長
路
三
千
六
拾
弐
開
　
但
シ
掘
り
割
り
掛
樋
埋
樋
共

此
ノ
経
費
金
四
百
四
拾
三
円
九
拾
八
銭
七
厘
五
毛

此
ノ
潰
地
壱
町
弐
畝
弐
歩
　
但
シ
井
幅
三
尺
両
縁
壱
尺
五
寸
ズ
ツ
平
均
六
尺

（
役
場
文
書
）

こ
の
延
長

三
〇

六
二
間

も
の
長

さ
と
、
当
時
四
四

二
円
余

の
経
費

を
投

し
て
、

掘

り
割
町

掛
樋
を
し
、

埋
め
樋

を
し
た
、

そ
の
人
足

が
合
計
四
〇
四

九
人
、
大

工

六
二
人
五
分

と
い
う
大

が
か
り
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
内

訳
は
次
表

の
と
お

り
で
あ
る
。

表
４
１

６
新
井
築

造
の
人
夫

と
賃

金

潰

地
　
　

長
　

サ

掘

割
人
夫

二

大
泉
所
　

六
九
六
間
（
掘
割
）
　
二
七
八
四
六

燃

）

一
ヽ
大
芝
原

ニ
ニ

ー
○
間

掘゙
割
゛
　
一
一
〇
五
人
（
一
匹

七
）

一
、
民

有

地

畑

一
、
民

有

芝

地

ヽ
目
り

掘
割
三
五
間
　
　

五
六
人

五
六
ｍ
（

埋
樋
二
一
間

）
大
工
一
〇
ヽ

五
人

土
地
一
畝
二
六
歩
　
　

地
価
壱
反

松
樋
木
一
〇

・
五
挺
　
　

一
円
五

二
〇
間
　

畑
二
〇
歩
二

反
一
八
〇
銭
）（

六
〇
間

賃
　

金

二
七
八
・
四
円

一

埋
樋
三
〇
挺
　
地
価
三
〇
銭
こ

こ

ら

八一一

○人
Ｌ

一
〇

・

五

円
（

//

心

に
パ
松
埋
樋
一
〇
挺

大
工

三
〇
人

銭
）

人
夫

六
〇
大

て

大
泉
川
流
敷
　

長
四
間
掛
渡
し
　
松
木
樋
二
挺
　
大
工
四
人
　
人
夫
八
人

一
、
民
有
芝
地
　
　
コ
（
間
　
松
埋
樋
八
挺
　
大
工
八
入
　
人
夫
コ
（
入

こ

の
表
で
も

わ
か
る
よ
う
に
、
井
筋
に

は
入
会
地
が

あ
り
、
ま

た
民
有
地
が
合

銘 θ
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計

五

畝

余

あ

輿

大

泉

川

は
掛

樋

で

越

し

た

。

そ

の
畑

や

芝

地

今

林

を

一

つ

一

つ

交

渉

し

て

よ

う

や

く

井

筋

が

通

っ
た

。
漏

水

を

ふ

せ

ぐ

た

め
に

松

樋

木

が

六

〇

挺

、

栗

柱

木

九

本

、

鋸

も

Ｉ
〇

挺

い

っ
た

。
こ

れ

だ
け

の
大

工

事

を

一
切

民

費

で

短

日

月

に

成

し

と

げ

た

。

「
右

ノ

通

り

悉

皆
民

費

ヲ
以

テ
落

成
仕

り

候

間

詳

細
取

り

調

べ

申

シ
上

ゲ
奉

り

候

以

上

」

こ

の
届

書

の
結

び

の
文

字

の
中

に

も
、

大

泉

の

人

々

が

こ

の
井

に

か

け

た

熱

気

が

感

じ

ら

れ

る

。

こ

の
新

井

に

よ

っ

て
、

大

泉

で

は

か

つ

て

な

い

た

く

さ

ん

の
田

が

で

き

た

が
、

そ

の
畑

田

成

り

の
認

可

は
同

年

三
月

に

お

り

だ

。

右
（

客
歳
新
井
堰
掘

り
割

ノ
節

確
約
示
談
証

ノ
通
リ
今
般
畑
田
成

り
開
拓
仕

り
度

グ
右

二

付

キ
故
障
等
（

聊

モ
之
無

ク
候
間
御
認
可
成

シ
下

シ
置

カ
レ
候
様
願
イ
上
ゲ
奉

り
候
以
上

明
治
九
年
三
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
耕
地
惣
代
　

酒
井

七
左
衛
門

筑
摩
県
参
事
　

高
木
惟
矩
殿

書
面
畑
田
成
り
ノ
儀
聞
キ
置
キ
候
事

明

治
九
年
三
月
廿
四

目

原原

孫
左
衛
門

八
十
吉

筑

摩

県

参

事

高

木

惟

矩
回

（

役

場
文

書

）

こ
の
と
き
出
さ
れ
た
畑
田
成
リ
の
「
見
込
み
書
」
に
は
二
七
筆
合
計
三
九
町
歩

の
田
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
井
筋
に
か
か
る
費
用
も
莫
大
で
あ
っ

た
と
み
え
、
「
新
井
仮
割
書
抜
記
」
に
よ
る
と
、
一
戸
で
金
三
円
か
ら
金
壱
円

の

計
一
三
一
円
余
が
か
か
っ
て
い
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
長
い
大
泉
の
歴
史
の
中

で
、
こ
ん
な
に
多
く
の
田
が
計
画
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

㈲
　
新
井
の
維
持
管
理

新
井
は
大
泉
所
山
の
急
斜
面
を
掘
り
割
っ
て
通
水
す
る
の
で
そ
の
保
全
と
、
大

芝
原
の
う
ち
西
箕
輪
地
籍
を
貫
通
す
る
の
で
、
そ
の
井
敷
の
確
保
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
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先
に
の
べ
た
よ
う
に
新
井
は
ま
ず
井
筋
が
で
き
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
源
の
大

泉
所
山
も
途
中
の
大
芝
原
も
と
も
に
、
大
泉
を
合
む
人
会
地
で
あ
っ
た
の
で
問
題

は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
明
治
二
（
年
五
月
、
大
芝
原
分
割
に
際
し
て
、
こ
の
新

井
の
井
敷
の
問
題
が
表
面
化
し
て
き
た
。
二
（
名
の
調
査
委
員
に
付
託
し
て
、
南

箕
輪
村
分
割
地
籍
分
と
し
て
大
泉
に
三
二
九
二
坪
を
特
売
す
る
こ
と
が
き

ま
っ

だ
。
そ
の
う
ち
わ
け
は
、
南
箕
輪
村
取
得
地
内
が
一
四
六
八
坪
で
、
西
箕
輪
分
か

一
八
二
四
坪
で
あ
っ
た
。
そ
の
売
渡
し
価
格
は
コ
一
円
で
あ
っ
た
。

売
渡
証

字
大
芝
原
　
延
長
千
六
百
四
拾
六
間

て

原
野
三
千
弐
百
九
拾
弐
坪
也
　
　
　
但
シ
井
縁
ト
モ
幅
弐
間
ナ
リ

此
反
別
　
壱
町
九
畝
廿
弐
歩

此
売
価
　
代
金
拾
弐
円
也

テ
割
譲
相
成

り
度
ク
此
ノ
段
意

見
書
提
出
候

也

大

正
五
年
七
月
三
日

（
役
場
文
書
）

時

の
村

長

高

木

正

直

他

、

委

員

に

あ

て

だ
こ

の
意

見

書

は

、

新

井

の

左

右

三

〇

開

幅

を

と

願

っ

た
が

、

結

果

は
二

〇

間

幅

と

な

っ
た

。

大

泉

所

山

分

割

の
「
覚

書

」

に

よ

る
と

次

の

よ

う
で

あ

る

。

第
八
条
　
大

泉
井
堰
及
ビ
上
井
堰
ノ
河

心
ヨ
リ
各
弐
拾
間
以

内
ヲ
壱
坪
参
厘
ノ
割
合
ヲ
以

テ
関
係
部
落

二
特
売

ス
ル
モ
ノ
ト
ス
　

但

シ
上
井
堰

二
付

テ
（

現
在
堰
ロ
ヨ
リ
上
方
長

サ
弐
拾
間
幅
弐
拾
開
ノ
地
ヲ
包
含

ス
ル
モ
ノ
ト

ス

大
正
五
年

七
月
五
日

（
役
場
文
書
）

大

泉

所

山

八

六
四

町

歩

の
分

割

が
で

き

た

が
、

し

か
し

そ

れ
に

よ

っ

て
、

大

泉

所

山

の

水
利

権

は
従

来

ど

お

り

で

あ

っ

た

。

第
十
三
条
　

大
泉
井
堰
及

び
上
井
堰
ノ
水
利
権

二
付
イ
テ
（

分
割
後

二
於
テ
之
が
侵
害
行

為
ヲ

ナ
サ

ザ
ル
モ
ノ
ト
ス

箭

言

こ

の
分

割

の

と

き

い

ろ

ん

な

特

売
地

が

各
村

に

あ

っ

た

が
、

大

泉

で

も

こ

の
大

泉
井

堰

と

記

さ

れ

て

い
る

新
井

の

保

全

地

と

し

て

、

一

八

町

七
反

九

畝

五

歩

が
得

ら

れ

、

新

井

は

水

源

か

ら
大

泉

ま

で

全

部
大

泉

所

有

と

な

り

安

定

し

た

の

で

あ

る

。

時

に
大

正

五

年

七

月

五

日

で

、

新
井

開

発

よ

り

四

〇

年

後

で

あ

っ

た

。

新

井

の

も

う

一

つ

の

難

関

は

大

泉

川

を

打

ち

越

す

こ

と

で

あ

っ

た

。
大

芝

原

を

通

っ
て

南

高

根

で

大

泉

川

に

樋

の

橋

を

か

け

て

、
大

泉

川

左

岸

の
大

泉
田

地

を

う

る

お

し

、
「
大

分

さ

れ
」

で
上

井

と
合

流

し

た

。

こ

の
維

持

管

理

の

た

め
、

隔

年

井

形

の
大

手

入

れ
を

行

な

っ
た

。

ま

た

通

水

確

保

の
た

め

落

葉

松

材

の

く

り

抜

き

樋

を

用

い
た

り

、

そ

の
足

場

を

繕

う

な

ど

、

格

別

工

夫

苦

心

が

な

さ

れ

た

。

銘2

明
治
十
六
年
八
月
三
十
一
日

（
大
泉
区
有
文
書
）

大

芝

原

入

会

総

代

と

し

て
両

村

の
代

表

印

朴

あ
リ

南

箕

輪

廿

戸
長

の
印

も

あ

っ

て
、

こ

こ

で

こ

の
延

々

二
（

四

六
間

（
二
九
六
三
ｍ

）

の
平

地

の
井

敷

は

確

定

し

た

。

こ

こ

を
俗

称

「

二

間
幅

」

と
呼

ん

で

い

る

。

次

に

問

題

に

な

る

の

が
源

の
大

泉
所

山

の
井

敷

で

あ

る

。

こ

こ

は
急

斜

面

で

あ

る

の

で

二
間

幅

で

は

保

全

で

き

な

い

。

こ

こ

も
大

泉
所

山

の
分

割
に

際

し

て
問

題

が

焦

点
化

し

て

き

た

。
大

泉

か

ら

だ

さ

れ

た
「
意

見

書

」
は

次

の

よ

う

で

あ

っ

た

。

意

見
書

ソ

モ
ソ

モ
大

泉
所

山
四

ノ
沢
ヨ
リ
湧
出

ス
ル
水
（

地
元
大
泉
区

ノ
所

有
ニ
シ
テ
四

ノ
沢

ヨ

リ
引

用

シ
大

芝
原

ノ
中
央

二
井

筋
ヲ
作
り
大

泉
区

二
引

キ
来

り
全
区

ノ
飲

田
用

水
ト
ナ
シ

タ
ル
モ
ノ
ニ
候
就
テ
（

今
般
南
北
沢
分

割
其
ノ
他
ノ
例
ニ
ョ
リ
井

筋
ノ
上
三
十
問
井
下
（

大

泉
川
流
域
迄
特
売
相
成
り
度
ク
且
ツ
又
年
来
地
元

特
権

二
対

シ

ー
ノ
沢
全
部
ヲ
無
償

二
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新
井
の

発
展

敗
戦
後
、
大

芝
地
籍
に
開
拓
組
合
が
で
き
て
、
飲
用

水
と
し
て
こ
の
新
井

の
本

を
切

望
さ
れ
た
。
そ
の
た
め

Ｉ
ノ
沢
か
ら
補
助

事
業
に
よ
る
水
道
用

水
の
引

水
工

事
が
行

な
わ
れ
た
。
そ
し
て
大
芝
部
落
に
分
水
し
、
営
林
署
や
養
老
院

（
老
人
ホ
ー

言

に
も
分
水
し

て
、
飲
用
水

と
し

て
大

き
な
役
割

を
果

た
し

た
。

昭
和
三
二
年
に

な
っ
て
さ
ら
に
水

を
求

め
て
四

ノ
沢
導
水
計
画

が
進
め
ら
れ
、

昭
和
二
八
年

の
災
害
復
旧
工
事
と
合

わ
せ

て
、

全
線
が

ヒ
ュ
ー
ム
管
に
よ

っ
て
引

水

さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

弓

丿
し
て
大
芝
水
道
は
昭
和
二
八
年

二

一
月
一
一
日
、
時

の
村
長
よ
り
要
請
か

お
り
契
約
が
締
結
さ
れ
た
。
大
泉
で
は
大
泉
井
対
策
委
員
会
の
原
案

を

区

総

会

で
、
満
場
一
致
可

決
し
て
、
大
芝
開
拓
組
合
に
貸
与
す
る
こ
と
が
き
ま
り
、
大
芝

住
民

の
飲
用

水
は
確
保
さ
れ
た
。
そ
の
後
一
日
一
戸
二
石

の
本
で
は
不

足
す
る
の

で
、
昭
和
三

三
年
に
要

望
に

応
じ
て
一
日
三
石

の
約
束

も
で
き
た
。
と
に
か
く
村

営

水
道
に

な
る
（
昭
和
五
一
年
）
ま
で
の
大
芝
や

老
人
ホ
ー
ム
は
こ
の

本

で

生

活

す
る
こ
と
が
で
き

た
。

昭
和
四
九
年
一
二
月
一
五
日
、
途
中

の
新
井
保
全
地
内
に
、
村
営
水
道

の
沈
澱

池
九
五
四
ｊ

と
、

ろ
過
池
用

地
四
〇
三
冨
も
設
備
さ
れ
、
こ

の
新
井

の
水
は
専
ら

飲
用

水
と
な
り
大
芝
高
原

諸
施
設
を
け
じ
め
南
箕
輪
村
村
民

の
水
道
水
の
一
部

と

な
っ
て
い
る
。

４
　

大
泉
川

水
系
の
大
水
綸

巾
　

水
源

確
保
水
綸
（
た
る
一
件
）

た

る
一
件
の
起
り
　

大
泉
所
全
山

の
水
利
権
は
五

か
村
－

大
泉
村
・
富
田
村
・

中
曽
根
村
・
吹
上
村
・
大
泉
新
田
村
－

の
も

の
で
あ

っ
た
。
と
こ

ろ
が
大
泉
所

山
は
入
会
山
で
一
三

か
村
－

前
記
五

加
村
と
久
保
村
・
塩
ノ
井
村
・
北
殿
村
・
南

殿
村
・
田
畑
村
・
神
子
柴
村
・
犬
萱
村
・
羽
廣
村

の
薪
山
稼
場

で

も

あ

っ

た
。
こ
の
一
三
か
村
の
う
ち
五
加
村
け
大
泉
所
の
水
源
を
確
保
す
る
山
と
み
、
他

の
八

か
村
け
こ

の
山
を
木
材
提
供
地
と
み
て

い
た
。
こ
の
五
加
村
対
八
か
村
の
争

い
が
「
た
る
」
（
図
４
－
1
5
）
の
一
件
で
あ
る
。

天

保
一
四
年
（
一
八
四
三

卯

一
〇
月

の
大
泉
村
名

主
三

郎
兵
衛

を

け

じ

め

と

し
て
五

加
村

が
原
告

と
し
て
、
「
恐

レ
乍
ラ
書
付
ケ
ヲ
以

テ
願
イ
上
ゲ

奉

り

飲
」

の
訴
え
は
、
長

い
長

い
文
面

で
あ
る
が
、
要
約

す
る
と
次

の
よ
う
な
こ
と
で

あ
っ

た
。ま

ず
五

か
村
け
と
も
に
松
平
丹
波
守
（
松
本
城
主

の
預
り
所
で
あ

っ
た
の
に
、

相
手
の
う
ち
南
殿
・
久
保
・
塩
ノ
井
は
幕
府
領
で
飯
島
の
代
官
所
の
池
田

岩
之
丞

の
支
配

を
う
け
、
他
は
松
本
城
主
の
預
り
所
に
な
っ
て

い
て
、
統
治
も
複
雑
な
構

成
で
あ
っ
た
。

天

保
一
四
年
（
一
八
四
こ

の
七
月

八
日
に
五

加
村

と
八
か
村

の
役

人

が

話

し

あ
い
の
と
き
、
大
泉
所
山
南
沢

た
る
か
ら
奥
へ
新

道
を
切

り
開

く
こ
と
が
提
案

さ

れ
た
。
五

加
村
側
で

は
即
座
に
こ

と
わ
っ
て
、
反
対
意
見

を
の
べ
た
。

こ

の
場
所
は
従
前

か
ら
歩
行
道
で
、
牛
馬
青
木
止

め
に
な

っ
て

い
る
規
定
書
も

あ
る
、
そ
れ
を
破

る
こ
と

は
で

き
な
い
。
そ
も
そ
も
こ
の
大
泉
所
山
は
奥
の
深

い
山

で
は
な

い
「
至
ッ
テ
水
源

短

カ
ク
谷

間
ノ
浅
イ
」
所
で
あ
る
。
そ
こ
に
桧
・

椎
・

樅
・
栂

等
青
木

が
生
い
繁

っ
て
い
る
所
か

お
り
、

そ
こ
か
ら
沢

の
水

が

出

て

い

る
。
そ
の
出
水
を
も
っ
て
五
加
村
の
者
が
露
命
を
つ
な
ぎ
、
僅
か
ば
か
り
の
水
田

を
養
っ
て
い
る
。

こ
ん
な
場
所
に
新
規
に
道
を
造
っ
て
、
馬
が
自
由
に
出
入
り
で
き
る
よ
う
に
な

犬
　

入
会
一
三
か
村
の
多
く
の
馬
が
入
輿
　

諸
木
を
伐
り
始
め
る
と
、

三
か
年

も
た
た
な
い
う
ち
に
、
青
木
の
一
本
も
な
い
禿
山
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
水
源
が

絶
え
て
用
水
が
減
ず
る
の
は
眼
前
の
事
実
で
あ
る
。
平
年
で
さ
え
、
ち
ょ
っ
と
照

り
続
く
と
、
流
末
の
村
々
は
水
が
届
か
な
い
の
で
、
銘
々
の
飲
用
水
も
な

く
な

り
、
人
命
に
も
及
ぶ
ほ
ど
の
難
儀
に
な
る
。

以
上
の
旨
を
伝
え
て
、
新
道
は
ど
う
か
差
し
止
め
て
ぽ
し
い
と
、
誠
意
を
も
っ

詔 ぶ
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て

断

っ
た

。

と

こ

ろ

が

、

五

か
村

の
難

を

よ

そ

に

み

て

、

何

の
挨

拶

も

な

く

八

月

四

日

に

、

相

手

村

々
役

人

共

が

こ

ぞ

っ
て

、

お
よ

そ
二

〇

〇

人

余

も

の
人

夫

を

つ

れ
、

め

い

め

い
手

道

具

を

も

っ

て
、

山

へ
登

っ

て

い

く

。

こ

れ

を
み

て
五

加
村

の
者

ど
も

が

と

り

あ
え

ず
馳

せ

っ
け

て
、

大

勢

の
方

に

は
引

き
取

っ

て
も

ら

い
、

役

人

に

そ

の

理

非

を

か
け

あ

っ

た

。

し

か

し
、

そ

れ

を
聞

き

入

れ

ず
、

岩

壁

を
切

り
崩

し
新

道

を
造

り

か

け

た

。

後

日

の
証

拠

に

と
、

鉄
棒

一
本

を
差

押

え

で

き

た

。

い
く

ら

か

け

あ

っ

て

も
、

ど

う

し

て

も

新

道

を

造

る

と

申

し
張

っ
て

い
る

の

で

、

や

む

な

く

訴

訟

に

ふ

み

き

っ
た

。

私

ど

も

手

近

か

な

村

だ

か

ら

、

相

手

村

よ

り

も

一

層

こ

の
山

の
木

で

稼

ぎ

を

し

た

い
と

は

思

う

の

だ
が

、

そ

れ

を

が

ま

ん
し

て

き

っ
と
取

締

ま

り

山

法

を

た

て

て

牛

馬

止

め

に

し

て

き

た

所

で

あ

る

。

相

手

村

々

の
役

人

を

呼

び

出

し

て

御

吟

味

し

て

い
た

だ
き

、

新

道

を

造

ら

な

い
よ

う

に

し

て

い

た

だ
き

た

い

。
（
中

宿

文

書
）

こ

の

八
月

六

日

の
訴

え

が

聞

き

届

け

ら

れ

て

、

八

月

一

三

日

に

両

方

を

呼

び

だ

し

て
熟

談

し

、

相

対

で

内

済

す

る
よ

う

に

と

仰

せ

付

け

ら

れ

た

。
せ

い

ぜ

い
掛

け

合

っ

た
か

と

う

と

う
相

談

は

ま

と

ま

ら

な

か

っ

た

。

松

本

預

所

管
内

の

内

済
　

天

保

一
四

年

（
一

八
四
三
　

一
〇

月

の

訴

状

に

対

し

て
、

松

本

の
長

谷

川

是

非

之

助

奉

行

が
吟

味

し

て

く

れ

て
、

五

か
村

と
同

じ
御

預

所

の
村

々
（
北
殿
・
田
畑

・
神

子
柴
・
大
菅
丁

羽
廣
）
と

の
示

談

は
成

立
し

た

。
木

下

村

の
百

姓
代

弥
平

が

立

ち

入

り

大

と

な

っ

て
、

次

の

よ

う

な
仮

規

定

が

と

り
替

わ

さ

れ

た

。

差

シ
上
ゲ
申
ス
内
済
仮
規
定
ノ
事

二

南
沢
多
留
道
新
規
桟
イ
ク

シ
馬
足
通
路
致
ス
可

キ
事

一
、
青
木
ノ
類
（

申
ス
ニ
及
バ
ズ
薪
等
一
切
伐
り
取
り
申
ス
間
敷
キ
事

て

右
新
規
桟
取
繕
イ
方
ノ
義
苅
敷
夏

草
莽
苅
り
取
ル
可

キ
日
数
限
り
之
有
ル
ニ
付
キ
山

々
へ
前
々
日
両
度
訴
答
村
々
ヨ
リ
人
足
二
人
宛
差

シ
出

シ
桟
丈
夫

二
取
り
繕

イ
馬
足

自
由
致

シ
、
日
限
相
済
ミ
候
ワ
バ
、
右
桟
（

取
り
外

シ
申

ス
可
キ
事
已
来
新
道
ノ
儀

（

相
成

り
申

ス
間
敷

キ
事

（
中
宿
文
言

右

の

よ

う
に

青

木

は
伐

ら

な

い
、

臨
時

に

桟

を

造

っ

て
牛

馬

は
自

由

に

通

れ

る

が
、

そ

れ

は
刈

敷

や
夏

草

を
運

ぶ

だ

け

で

あ

る

。

山

の
口

が

あ

く
前

々

日
に

二

人

ず

っ

の

人

足

が

で

て
桟

を

造

り
、

期

限

が

す

ぎ

る

と

そ

れ

を
取

外

し

て

し

ま

う

。

こ

の

規

定

の

Ｉ
か

条

で

も
反

す

る

と

き

は

、

入

山

差

止

め

は

も

ち

ろ

ん

ど

ん

な

罰

も

申

し

分

な

く

う

け

る

、

こ

れ

は

仮

規

定

だ

が
、

お

指

図

次

第

連

印

し

て

済

口

本

紙

を

さ

し

あ

げ

る

。

こ

う

し

て

同

じ

支

配
下

で

あ

っ
た

村

々

（
五
加
村
）
と

は

比

較

的

簡

単

に

解

決

し

た

が

、

支

配

の
ち

が

う

村

々
（
三
か
村
）
と

は

な

か

な

か

話

が

つ

か

な

い
。

そ

れ

ど
こ

ろ

か
こ

の
三

か
村

（
久
保
・
塩
ノ
井
・
南
殿
）

は
逆

に

訴

訟

を

お
こ

し

た

。

幕

府

領

管

内

の

訴

訟
　

三

か

村

の
総

代

南

殿

村

の
次

郎

兵

衛

か
ら

大

泉

村

等

五

加
村

を
相

手

ど

っ
て

天

保

一

五
辰

年

（
一
八
四
四

）
三

月

、
「
恐

レ
乍

ラ

書

キ
付

ケ

ヲ

以

テ

御

訴

訟

申

シ
上

ゲ

候

」

が

だ
さ

れ

た

。
こ

の
書

付

け

も

長

々
と

し

た
も

の

で

あ

る

の
で

、

次

に

そ

の
概

要

を
記

す

。

大

泉

所

山

は

入
会

一
三

か
村

で
山

手
米

を
上

納

し

て

い

る
所

で
私

ど

も

が

は

っ

き

り

と

し

た
権

限

を

も

つ

山

で

あ

る

。

こ

こ

で
刈

敷
抹

を
刈

り
取

っ
て
ｍ

地

を

養

い
、

松

桧

な

ど

冬
木

は
自

分

の
用

材
に

、

夏

木

々

薪

は
勝

手

次
第

に
伐

り
取

っ
て

山

稼

ぎ

を

し

て

き

た

。
「

た

る
」

は
難

揚

で

年

々
普

請

し

て

入

山

し

て

き

た

が
、

昨

年

は

別

し

て

道

が

荒

れ

て

山

稼

ぎ

に
差

支

え

て

き

た

。

そ

こ

で

昨

年

八

月
四

目

に

人

足

を

差

出

し

て

道

普

請

を

し

た

と

こ

ろ

、

相

手

五

か

村

か

ら
大

勢

が

押

し

か

け

て

き

て

道

普

請

が

出

来

な

い
の

で

、

や

む

な

く

そ

の
場

を
引

き
下

が

っ
た

。

い
ろ

い
ろ

掛

け

合

っ
た

と

こ

ろ

天

保

七
年

（
一
八
三

六
）

の
申

合

わ

せ

に

「

た

る

歩

行

ニ
テ

通

路

致

ス
可

ク

」

と

あ

る

か

ら

、
馬

は
通

っ

て

は

い

け

な

い
し

、
道

普

請

も

い
け

な

い
と

い
う

。

そ

の
年

は
夫

食

に

も

事

欠

く

よ

う

な

凶

年

で

、
大

泉

村

銘4
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の
提

案

で

た

る

の
場

所

か
ら

石

を

切

り
出

し

た
所

で

あ

宍

怪

我

ば

か

り

し

て
馬

は
通

れ
な

い

の
で

、

入

会

村

々

は

そ

ん
な

申

し

合

わ
せ

も

し

た

。
（
入

会

一
三

か

村

の
う

ち

南

殿

村

だ
け

は
こ

れ

に

調

印

を

し

て

い
な

い

。）

そ

の
時

限

り

の
約

束

と

思

っ
て

い
た

ら

、

今

回

そ

れ
を

持

出

し

て
、
用

水

が

減

る

な

ど

と

い
う

が

、

相

手

の
村

方

で

は

近

年

お

び

た

だ

し

い
新
田

を

開

発

し

て

い

て

、
用

水

は
不

足

し

て

い
な

い
。

…
…
巨
疋
非
無
ク
今
般
御
訴
訟
申
シ
上
ゲ
奉
り
候
。
何
卒
御
慈
悲
ヲ
以

テ
相
手
ノ
者
共
召
シ

出
ダ
サ
レ
不

法
御
吟
味
ノ
上
已
来
道
普
請
馬
通
路
山
稼
ギ
ノ
義

二
付

キ
相

手
ノ
モ
ノ
共
故

障
妨

ゲ
致
サ
ズ
田
地
養
イ
方
出
来
百

姓
相
続
相
成
り
候
様
仰
セ
付

ケ
ラ
レ
申
シ
置

カ
レ
度

夕
願
イ
上
ゲ
奉

り
候
　
以

上

天

保
十
五
辰

年
三
月
　
　
　
　
　

訴
訟

人
　
池
田
岩
之
丞
御
代
官
所

信
州
伊

那
郡
　

久

保
村

・
塩
ノ
井
村

・
南
殿
村

右

三
ヶ
村
惣
代
　

南
殿
村
　

年
寄
　

治
郎
兵
衛

御

奉

行

様

（
中
宿
文
書
）

こ

の
訴

状

の
裏

書

き

に

は
、

五

月

六
日

に

両

者

を
石

川

土

佐

守

の
役

宅

へ
寄

せ

て
、

対

決

さ
せ

る

こ
と

が

記

さ

れ

て

い

る

。
こ

の
件

は
江

戸

御

勘

定

所

へ

の
出

訴

な

の

で
、

こ

こ

で

対

決

さ
せ

ら

れ

て
、

内

済

が

整

っ

て
し

ま

う

と

、

先

に

同

支

配

下

の
五

加
村

と

内

済

仮

規

定

が

で

き

て

い

る

の
で

、

一

つ

の
山

に

入

会

方

法

が

二

様

に

な

っ

て
よ

ろ
し

く

な

い
。

そ

れ
で

、

松

本

御

役

所

へ
出

し

た
済

口

規

定

は
願

下

げ

に

し

て

お

か
な

け

れ
ば

な

ら

な

か

っ

た

。

江

戸

表

で

の

対

決
　

さ

て

、

江

戸

表

で

の
対

決

と

い
え

ば

大

変

で

あ

る

。
大

泉

村

で

は
名

主

ほ

か
五

人

が

病

気

な

の
で

年

寄

の
新

五

衛

門

が

、

中

曽

根

村

で

は
三

人

病

気

な

の
で

名

主

七
郎

右

衛

門

が

そ

の
代

表

と

な

っ

た

。
体

力

も

い

る
し

、

費

用

も

か
さ

む

の
で

こ

の
よ

う

に

し

た

の
で

あ

ろ
う

。
こ

の
二

人

が

さ

し

だ

し

た

「
恐

レ
乍

ラ

返

答

書

申

シ
上

ゲ

奉

り
候

」

は

天

保

一
五

年

（
一
八
四
四
）
四

月

の

日

付

で

や

は

り
長

い
文

面

で

あ

る

。
内

容

は
先

に

記

し

た
昨

年

一
〇

月

、

松

本

の

役

所

へ

だ
し

た
訴

状

と

ほ
ぼ

同

じ
で

あ

る

。

た

だ
、

南

殿

か
ら

の
訴

状

に

対

応

し

て

、

山

手

米

は

大

泉

村

ほ

か
五

か
村

も

同

じ

く

納

め

て

い
る

こ

と

、

こ

の
山

奥

か
ら

見

事

な

青

石

が

出

る

の
で

石

工

職

か
ら

山

手

米

の

補

助

に

も

と

、

少

々

出

銭

さ

せ

て

村

々

へ
割

旦

戻
し

て

い
る

が

、

南

殿

村

だ

け

は

こ

れ

を

受

け
取

っ
て

い
な

い
こ

と

、

天

保

七

年

（
一
八
三
（

）

の

規

定

書

に

も

南

殿

村

だ

け

は

お

役

所

へ

印
形

を

持

参

し

た

の

に

、

日

延

べ

し

て

ほ

し

い

と

い
う

理

由

で

調

印

し

て

い

な

い
こ

と

な

ど

が

細

々

と
加

え

ら

れ

て

い
る

。

五
月

六
日

い

よ

い

よ
石

川

土

佐

守

の
寄

り
合

い
で

対

決

が

は

し

ま

っ

た

。
御

奉

行

所

で

は
跡

部

能

登
守

、

石

川

土

佐

守

、

大

目

附

加

列

席

し

た

。
両

者

の
言

い
分

を
聞

い

た

う
え

、

一
度

席

を
外

さ

せ

ら

れ
再

び
呼

び

こ

ま

れ

た

。
御

留

役

の
吉

際

繁

太

郎

が

い

て

、
両

者

と

も
証

拠

を

た

せ

と

い
わ

れ

た

。

持

ち
合

わ

せ

た
文

化

三

年

（
一
八
〇

六
）

の
絵

図

面

を

だ
し

た

が
、

こ

れ

で

は

証

拠

に

な

ら

な

い

。
正

徳

・
寛

文

・

元

禄

の
大

泉

所
規

定

か

あ

る

と

書

い

て

あ

る

か

ら
、

そ

れ

を
飛

脚

を

と

ば
し

て
取

寄

せ

よ

と

い

わ

れ

た

。

す

で
に

Ｉ
か
月

余

が

過

ぎ

て

六
月

一

七
日

に

な

っ

て

い

た

。

そ

こ

で
大

泉
村

の
新

五
右

衛

門

と
吹

上

村

の
作

左
衛

門

は
願

い
書

を
出

し

て
、

そ

の
証

拠

書

類

は
飛

脚

で
取

り
寄

せ

る

と

い

っ

て
も

ら

ち

が
明

か
な

い

か

ら
、

帰

村

し

て
取

調

べ
持

参

し

差

し
出

し

た

い

と

お

願

い
し

た

。

帰

村

が
許

さ

れ

て

そ

の
証

拠

書

類

を
探

し

た
が

、

い

く
ら

探

し

て
も

出

て

こ
な

い

。

そ

の

う
え

吹

上

村

の
作

左
衛

門

は
病

気

に

な

っ

て
し

ま

っ

た

の
で

、

大

泉

村

名

主

三

郎

左
衛

門

が
代

わ

っ

て
出

府

す

る

こ
と

に

な

っ

た

。
「

恐

レ
乍

ラ

書

キ

付

ケ

ヲ
以

テ

申

シ
上

ゲ

奉

り
候

」

を

七
月

一
〇

日

に

差

し

だ
し

た

。

…
…
精

々
取
調

べ
候
へ
共
村
方
五
郎
左
衛
門
先
年
名
主
ノ
爾
居
宅
出
火
ノ
節
焼
失
仕
り
侠

義

モ
之
有

ル
可

キ
ヤ
見
当

り
申
サ

ズ
…
…

そ

こ

で

対

決

は
八

月

一

九

日

ま
で
日

延

に

な

っ

た

の
で

、

七
月

一
四

日

に

帰

村

銘5
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し

た

。

内

済

の

す

す

め
　

江

戸

表

で

の

対

決

の

間

に

、
内

済

す

る

こ

と

が

す

す

め

ら

れ

た

。

大

泉

村

か

ら

は

、

触

れ

だ

し

た

日

か

ら

Ｉ
〇

日

間

刈

敷

も

薪

も

と

り

、
夏

草

は

土

用

か

ら

二

五

日

後

の
二

〇

日

間

と

し

、

合

計

三

〇

日

間

で

薪

は
鎌

だ

け

で

と

り

、

馬

は

一

か

村

か

ら

五

疋

ず

つ
で

、

た

る

は

桟

を

か

け

る

案

で

は

ど

う

か

と

提

案

し

た

。

し

か

し

南

殿

村

は

あ

く

ま

で

馬

の
通

れ

る

道

を

と

主

張

し

て

示

談

は

ま

と

ま

ら

な

い
。

三

〇

日

間

を

四

〇

日

間

に

し

た

ら

ど

う

か

と

ゆ

ず

っ
て

も

ま

と

ま

ら

な

い

。

年

は
移

っ
て

弘

化

二

巳

年

二

八
四
五
）
二

月

六

日

、

役

人

が

替

わ

っ
た

の
で

、

同

趣

旨

の
お

願

い
を

再

び
出

し

た
が

そ

れ
に

は

、

少

し

く

た

る

の
景

観

を

次

の
よ

う

に

述

べ
て

い

る

。

…
…
双
方
共
申

シ
争
イ
ノ
道
牛
馬
止
メ
多
留
ノ
場
所
竪
（

棚
ノ
如
ク
急

テ

ビ
ア
数
十
丈
高

ク

ー
面
ノ
大
岩

二
之
有

り
夫

レ
故
数
百
年
来
棚
ノ
如

ク
ニ
テ
保
チ
来
り
候
…
…

も

し

こ

こ

が

土

砂

や

小

石

の
類

で

あ

っ
た

ら

雨

風

で

欠

け

崩

れ

て

忽

ち

な

が
ら

か
に

な

っ
て

し

ま

う

。

他

の
山

で

も

急

に

高

く

棚

の
よ

う

に

な

っ
て

い

る

所

は

「

た

る

」

と

申

し

唱

え

て

い
る

、

と

て

も

南

殿

村

の

い
う

よ

う

に

少

々
鍬

で

か

き

な

ら

し

た

ぐ

ら

い
で

は

削

れ

な

い
、

実

地

に

御

見

分

い
た

だ
き

た

い
、

と

も

い

っ

て

い

る

。

こ

の
よ

う

に

対

談

を

重

ね

て

い
る

間

に

、
江

戸

表

に

滞

在

す

る
留

守

家

庭

に

も

異

変

が

お

こ

大

ま

か

母

が

病

気

重

態

に

な

っ
た

大

本

人

が

煩

っ
た

り

、

盆

が

く

る

の
で

帰

ら

ね

ば

と

、

そ

の
都

度

お

願

い
や

届

を

だ

し

て
帰

村

し

た

り

大

が

替

っ
た

り

し

て

、

長
引

け

ば

長
引

く

ほ

ど

大

変

な

こ

と

に

な

っ
た

。

こ

れ

は

大

泉

側

で

も

南
殿

側

で

も
同

じ

で

あ

っ
た

。
両

者

と

も

何

と

か
示

談

を

し

よ

う

と

は

か

る

が

、

ど

う

も

話

は

ま

と

ま

ら

な

い
。

新

役

人

の
久

須

美

能

登

守

は

な

か

な

か

き

っ
ぱ

り

し

て

い
て

、
大

泉

側

へ

は

「

も

は

や

争

い
を

起

し

て

三

か

年

に

も

な

る

。

い
つ

ま

で

も
勝

手

を

申

し

て

い
る

と
裁
許
を
申
し
付
け
る

ぞ
」
と
お
ど
し
た
り
す
か
し
た
り
、
「
裁
許
に

な

っ

て

し

ま
う
と
双
方
為
に
な
ら
な

い
ぞ
。
さ
あ
ど
う
だ
」
と
迫
ら
れ
る
。

南
殿
側
へ
は
、
「
道
を
取

繕
う
の
に

な
ぜ
山
元
大

泉
へ
沙

汰
し
な
け
れ

ば

な

ら

な

い
か
、
そ
ん
な
不

法
が
あ
る
か
と

い
う
が
、
そ
の
方
こ
そ
不

法
で
は
な

い
か
。

大
泉
村
が
地
元
で
は
な

い
入
会
村
総
地
元

だ
と

い
う
か
ら
そ
れ
は
検
討
す
る
が
、

大
泉
村

ぼ
か
四

か
村
へ
無
沙
汰
と

い
う
の
は
よ
ろ
し
く
な

い
。

い
っ
た

い
入
会
村

一
か
村
が
不

承
知
で
も
で
き
な

い
は
ず
で
あ
る
。
こ
ん
な
不
埓
な
こ
と
を
し
て
お

い
て
、
あ
れ
こ
れ

い
う
こ
と
は
け
し

が
ら
ん

。」

と
叱

っ
た
り
、
「
裁
許
に
な
れ
ば

お
前
た
ち
に
は
一
寸
の
指
も
さ
さ
せ
な

い
ぞ
、
早
く
示
談
せ
よ
」
と
迫

っ
た
。
日

延
べ
を
願

っ
て
も
「

い
や
日
延
も
許

さ
ぬ
」
と
す
さ
ま
じ

い
勢

い
で
迫
る
。

そ
れ
で
も
よ
う
や
く
御
日
延
べ
を
願

い
、
双
方
で
示
談
を
し
よ
う
と
し
た
。
話

は
相
変

わ
ら
ず
平
行
線
で
、

た
る
は
今
迄
牛
馬
六
の
場
所
と

い
う
こ
と
で
は

い
か

が
と

い
い
、

い
や
南
沢

た
る
は
こ
れ
ま
で
も
牛
馬
止
め
で
、
他
は
牛
馬
通
用

と
し

て
は

い
か
が
と

い
っ
て
互

い
に
ゆ
ず
ら
な

い
。
や
む
な
く
破
談
の
届

け

を

出

し

た
。示

談
書
強
行
　

三
月
二
七
日
、
牧
野
大
和
守
が
奉
行
所
の
当
番
で
双
方
が
呼
び

だ
さ
れ
た
。
す
ぐ
さ
ま
訴
訟
方
（
南
殿
）
が
尋
問

さ
れ
た
。

「
是
迄
の
通
り
で
示

談

い
た
せ
、

い
ま
ま
で
の
道
で
通
用

せ
よ
。
彼
是
申
す
と

裁
許
申
し
付

け
る

ぞ
、
さ
あ
ど
う
だ
」
と
迫
ら
れ
た
。
相
手
方
が
欠
き
崩
し
た
な

ど
と
申
し
開
き
を
し
た
が
、
「

い
や

い
や
其

の
方

の
申
し
分

け
立

だ

な

い
。
此
の

者
奉
行
所
へ
対
し
不

埓
至
極
、
そ
れ
よ
せ
ろ
」
と
き
っ
と
仰
せ
付

け
た
。
向
う
側

に
い
た
者
が
来
て
、
襟
元
を
握
り
隅
の
方
へ
連
行
し
て
い
っ
た
。
大
泉
側
へ
は
何

の
吟
味
も
無

か
っ
た
。

こ
こ
で
ま
た
示

談
を
す
す
め
ら
れ
て
、
二
九
日
ま
で
日
延
を
願
っ
て
対
談
し
た

が
、
ま
た
も
や
話
は
ま
と
ま
ら
な

い
。
三
月
晦
日
付
け
で
ま
た
破
談

届

を

た

し

た
。

銘6



第 １節　水を求 めて

い
よ
い
よ
せ

っ
ぱ
つ
よ
っ
て
、
示
談

書
を
各
々
差

し
出

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
に

な
っ
た
。
示
談

書
を
た
す
と
、

そ
の
け
い
紙
に
眼

を
通
し
残
ら
ず
朱

で
加

筆
し
、
フ
」
の
通
り
に
だ
せ

。」

と
命

じ
ら
れ
た
。
か
れ
こ
れ
申

し
て
も
も
は
や

こ

れ
ま
で
と
、
次

の
よ
う
な
示
談
書

を
さ
し

だ
し

た
。

示
　
談
　
書

で

、

納

得

の
ゆ

く

ま

で

話

し

あ

っ
て

か

ら

実

施

せ

よ

と

、

将

来

の

禍

痕

を

断

っ
て

い

る

。

終

わ

っ
て

み

れ

ば

、

何

の

こ

と

は

な

い
、

従

来

ど

お

り

と

い
う

こ

と

で

あ

る

。

し

か

し

、

こ

こ

に

入

会

山

が

お

互

い
の

生

活

を

か

け

た

の

っ

ぴ
き

な

ら

な

い
問

題

を

は

ら

む

こ

と

、

ま

た

水

源

確

保

の

重

大

性

な

ど

を

改

め

て

推

察

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

た

る

一
件

の

終

結
　

こ

こ

で

め

で

た

く

帰

村

し

て

、

内

済

示

談

に

も

と

づ

い
て

論

所

た

る

道

破

損

の
場

所

へ

立

ち

会

っ
て

、

道

の
取

繕

い
の

段

に

な

っ

て

ま

た

ま

た

行

違

い
が

で

き

た

。

四

か

年

も

争

っ
て

い
た

の

で

全

く

様

子

が

違

っ
て

い
る

の

で

、

こ

れ

は

相

手

の

者

ど

も

が

ひ

そ

か

に

打

ち

こ

わ

し

た

所

も

あ

る

と

い

い
、

い

や

こ

ん

な

岩

石

を

切

り

崩

す

こ

と

な

ど

で

き

る

は

ず

も

な

い
も

っ
て

の

外

の

こ

と

だ

と
反

論

す

る

。

こ

れ

で

は

示

談

の

よ

う

に

、

道

筋

道

幅

の

広

狭

間

数

等

の
取

調

べ

も

で

き

な

い
。

す

っ
た

も

ん

だ

は

続

い
て

、

結

局

、

両

支

配

者

の

お

役

人

に

立

ち

会

っ
て

見

分

し

て

も

ら

っ
た

。

南

殿

側

で

は

こ

の
大

岩

石

は

鉄

て

こ

の

よ

う

な

道

具

で

な

け

れ

ば
、

鍬

や
鎌

で

は

切

り
崩

せ

な

い

所

だ

か

ら

打

ち

こ

わ

し

な

ど

し

て

い
な

い

と

説

明

し

、
大

泉

側

で

は

南

沢

へ

勝

手

に

馬

を

ひ

き

入

れ

て

立
木

を
伐

採

し

て

は

、

水

保

が
悪

く

な

っ
て

水

源

が

絶

え

飲
用

水

に

も

差

し

支

え

、
大

雨

な

ど

の

と

き

は

砂

が

押

出

し

て

き

て

御
ｍ

地

も

亡

く

な

っ
て

し

ま

う

と

説

明

す

る

。

現

地

で

の

見

分

で

も

ま

た

ま

た

も

と

の

論

と

な

り

争

い
が

お

さ

ま

ら

な

い
。

現

地

か

ら

村

へ
帰

っ

て

き

て

、
両

支
配

人

の
力

で

よ

う

や

く

次

の

よ

う

に

具

体

的

な

示

談

が

ま

と

ま

っ

た

。

…
…
訴
答

弁
ビ
ニ
扱

イ
人
一
同

立
会

イ
論
所

た
る
道
幅

ノ
義
、
壱

尺
ノ
場
所
長

サ
六
尺
ノ

間

、
今
般

弐
尺
参

寸

二
取
繕

イ
行

キ
届

キ
…
…

こ

の

示

談

は

、

弘

化

四

来

年

（
一
八
四

七
）
四

月

二

二

日
、

御

奉

行

所

へ

出

し

た

「

済

口

証

文

」

で

あ

る

。

銘7

馬
寄
セ
入
ラ
ズ
ト
ノ
議
定
之
無
キ
上
（

今
般
ノ
論
所
相
手
方
ニ
テ
牛
馬
差
シ
留

メ
候
段
（

心
得
違

イ
　

尤
モ
相
手
村

々
ヘ

ー
応
ノ
懸
ケ
合
イ
モ
致

サ
ズ
訴
訟
方
並
ビ
ニ
引

合
村

狼
リ

ニ
取
繕

イ
方
致
シ
候
段
（

是
亦
訴
訟

方
引

合
イ
ノ
者
共

心
得
違

イ
ノ
段
夫
々
相

弁
ジ
、
猶

亦
た
る
ノ
場

所
其
ノ
外

共
先

年
ヨ
リ
有
来
リ
ノ
道
筋
ヲ
以

テ
牛
馬
通
用
致
シ
候

義
（

相
手

方
差
障
り
申
サ
ザ
ル
筈
。
且
ツ
帰
村

ノ
上
一
同

立
チ
会
イ
有

来
リ
ノ
道
筋
道
幅

広
狭
間

数

取

り
調
べ
有
り
来
リ
ノ
道
筋
出
入
り
中

全
ク
破
損

致
シ
候
場
所

ノ
見
極
メ
候
ワ
ズ
バ
元
形

見
合
イ
取
り
繕
イ
致

シ
追
テ
新
道
切
り
開
キ
候
カ
　
ス
（

有

り
来
リ
ノ
道
筋
破
損
等
出
来

俵
節
（

文
化

度
済
口
証
文
ノ
趣

二
基
ヅ
キ
大

泉
村

へ
翔
届

ケ
入
会
一
同

熟
談
ノ
上
取

り
繕

イ
致
ス
可

ク
其
爾

相
手
方
謂
無
キ
故

障
申
ス
間

敷
ク
其
ノ
外

文
政
度

議
定
相
守

り
候
筈

二

テ
双
方
申
シ
分

無
ク
熟
談
内
済
仕

り
偏

二
…
…

午

四
月

十
八
日

訴
訟

人

相
手

引
合
人

与
次
右
衛
門

三
郎

左
衛
門

弥
次
兵
衛

勘
左
衛
門

こ
の
内
済

は
、
年
月

久
し
く
江
戸
表

で
三

か
年

も
か
か
っ
た
が
、
強
硬

な
幹
旋

で
よ
う
や
く
で
き
あ
が
っ
た
。
要
す
る
に
大
泉
所
山
の
道
は
牛
馬
止
め
と
い
う
議

定
は
な
い
か
ら
い
ず
れ
も
牛
馬
自
由
で
よ
ろ
し
い
と
訴
訟
側
（
南
殿
）
の
主
張
を

入
れ
、
し
か
し
、
い
ま
ま
で
の
道
は
、
特
に
た
る
の
所
は
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
と

い
う
の
で
実
質
的
に
は
牛
馬
が
通
れ
な
い
と
相
手
側
（
大
泉
）
の
主
張
を
入
れ
て

い
る
。
い
わ
ゆ
る
喧
嘩
両
成
敗
で
あ
る
。
な
お
、
道
普
請
を
す
る
と
き
は
入
会
村



第 ４章 水 と村 の生活

" ～

切

際

二

尺

か

？

↑

’

図4-17　 たる一件絵図

図
４
－
1
7
の

よ

う

に
、

長
さ
六
尺
の
間
の
道
幅
を
、
一
尺
か
ら
二
尺
三
寸
に

広

げ

る
。
こ
れ
が
こ
の
長

い
天

保
一
四
年
（
一
八
四
三

か
ら
弘
化
四
年

二

八
四

言

ま
で
五
か
年
に
わ
た
る
紛
争
の
、

亘（
体
的
解
決
の
結
果
で
あ
っ
た
。
大
山
鳴

動

し
て
鼠
一
匹

の
感
も
あ
る
が
、
天

保
か
ら
弘
化
に
か
け
て
の
飢
饉
に
苦
し
ん
だ

農
民

生
活
と
、
水
不

足
に
悩
ま
さ
れ
た
農
民

生
活
の
、
に
じ
み
出

た
紛
争

で
あ
っ

た
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
争

い
の
費
用

は
莫
大

な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
が
ブ
記
録

が
残
っ
て
い
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。

㈲
　

打
越
し
水
論
（
塚
林
）

ア
　
塚
林

の
打
越
し
水

論

大
泉
新
田
で
は
分
村
以

来

コ

ー五
年
を
経
た
明
治
六
年
に
な

っ
て
よ
う
や

く
、

「
中
井
」

の
水
を
も

っ
て
ｍ

用
水
に
す

る
権
利
を
獲
得
し

た
。
明
治
御
一
新
と

い

う
革
新
的
な
時
代
を
背
景
に
し
て
、
本
山
某
と

い
う
筑
摩
県
属
吏

の
入
会
権
や
水

利
権
に
対
す
る
慣
習
を
無
視
し
た
専
断
に
よ

っ
て
で
き
た

。
（
中
西
文

書
）

こ
の
中
井

は
大
泉
川
の
水
を
上
井

（
五
か
井
）
よ
り
下

で
取
水

し
て
、

上

井

を

図4-18　 塚林現場見取図（明治44年10月23日）

塚
林
で
樋
を
も
っ
て
打
ち
越
し
、
大
泉
新
田
の
北
側
で
畑
田
成
り
を
し
た
。
大
泉

新
田
は
こ
れ
に
よ
っ
て
多
年
の
宿
願
が
か
な
い
村
づ
く
り
に
力
を
得
た
。
そ
れ
か

ら
二
〇
年
間
は
何
事
心
な
く
す
ぎ
た
。

被
害
届
　
明
治
三
〇
年
代
に
な
っ
て
、
こ
の
中
井
の
打
越
し
の
所
で
、
上
井
の

水
が
盗
水
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
初
め
は
少
し
い
た
ず
ら
半
分
で
あ
っ
た
が
、

し
だ
い
に
大
が
か
り
に
な
っ
て
き
た
。
当
時
大
泉
区
に
は
も
め
ご
と
が
あ
っ
て
区

内
が
不
一
致
で
、
水
番
な
ど
も
お
る
ぞ
か
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
盗
水
が
つ
の
っ

て
い
っ
た
。

大
泉
新
田
の
村
中
を
貫
通
す
る
上
井
は
、
大
泉
の
飲
田
用
水
で
あ
っ
て
、
大
泉

新
田
は
そ
れ
を
汲
用
し
て
飲
用
水
に
使
え
る
だ
け
で
あ
る
。
中
井
の
水
は
豊
富
で

銘8
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図4-19　 塚林における中井と上井

は
な

い
の
に
、
目

い
っ
ぱ

い
に
水
田

が
で
き
て

い
る
の
で
不

足
勝
ち
で
あ

る
。
目
の
前
を
流
れ
て

い
る
上
井

の

水
に
手
を
か
け
た
く
な
る
の
は
、
百

姓
と
し
て
自
然
の
情
で
も
あ
る
。

こ

の
上
井
と
中
井

の
交
錯
し
て

い

る
と
こ
ろ
は
図
4
1
1
8
の
よ
う
に
大

泉
新
田

の
百
方
字
塚
林
で
あ
る
。
上

井

が
西

か
ら
東
へ
流
れ

て

い

る

上

を
、
中
井
が
西
南
か
ら
東
北
に
斜
め

に
樋
で
越
し
て

い
る
。
こ
こ
を
「
塚

林

の
打
ち
越
し
」
と
呼
ん
で

い
る
。

こ

の
打
ち
越
し

の
所
が
引
水
（
盗
水
）

可

能
な
唯
一
つ
の
場
所
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
大
泉
の
水
番
小
屋
が
あ
っ
て
厳
重
に

見
張
ら

れ
て

い
る
。

明
治
三
六
年
ご
ろ
か
ら
と
き
ど
き
盗
水
さ
れ
、
三
九
年
二
月
一
一
日
に
は
盗
水

の
工
作
を
し
た
。
前
図
4
1
1
8
の
甲
点
で
上
井

の
井
端
と
道
路
で
二
問

ほ
ど
の
所

を
破
壊
し
て
、
こ
こ
に
土
橋
を
架
け
、
中
井

の
樋
を
短
く
し
て
土
橋
の
下

へ
入
れ

て
通
水
し
、
自
然
に
上
井

の
永

が
漏

れ
て
流

れ
入

る
よ
う
に
工
作

し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
発
見
し
て
、
さ

っ
そ
く
大
泉
新
田

惣
代
の
説
諭
願

い
を
警
察
へ
願

い
出

た
。
署
長
が
来
て
説
諭
し
、
修
繕
す
る
こ
と
に
な
り
、
五
月
修
繕
し
た
。
数
日
を

経
ず
し
て
ま
た
ま
た
破
壊
し

た
。
こ

の
よ
う
に
し
て
数
回
同
じ
こ
と

を

く

り

返

し
、
遂
に
大
泉
新
田
の
総
代
は
立
会

い
を
拒
絶
し
た
。

や
む
な

く
、
明
治
四
〇
年
八
月
、
大
泉
総
代
は
協
議
し
て
、
杭
に
針
金
を
入
れ

十
数
本
打
ち
込
み
、
こ

れ
を
針
金
で
あ
み
固

め
て
お

い
た

。
し

か
し
、
こ

の
杭
も

は
ず
さ

れ
て
し
ま

っ
た
。
翌
年

の
四
月
二
八
日
に
は
吹
上

か
ら
大
石
八
箇
を
買

い

入

れ

て

修

繕

し

た

。

だ

が

こ

の
大

石

毛

い
ず

れ

へ

か

運

び

去

ら

れ

て

し

ま

っ
た

。

こ

の

後

も

修

繕

～

破

壊

を

く

り

返

し

て

や

む

と

こ

ろ

が

な

か

っ
た

。

六
月
二
日
　

人
足
大
勢
を
出
し
て
修
繕
す
。

同
日
　
　

破
壊
さ
る
。

警
察
署
へ

は
そ

の
都
度
届
け
を
致
し
置
け
り
。
（
大

泉
中
西
文
書
「
水
論
日
記
」
）

こ

う

し

て

水

番

を

出

し

き

れ

な

い

の
で

、

や

む

な

く

臼

田

学

一

を

傭

い

い

れ
、

外

に

多

数

の
人

足

を

出

し

て

番

を

さ

せ

た

。
そ

の
こ

ろ

警

察

へ

だ
し

た

被

害

状

況

で

も

そ

の

一
端

が

わ

か

る

。

用
水
盗
水
被
害
届

七
月
二
四
目
　

夜
　

破
壊

同
　

二
八
日
　
　
　

修
繕

同
　

三
一
日
　

夜
　

破
壊

八
月
　

二
日
　
　
　

修
繕

同
　
　

三
日
　

夜
　

破
壊

同
　
　

四
日
　
　
　

修
繕
　
　

夜
　

破
壊

同
　
　

六
日
　
　
　

修
繕
　
　

夜
　

破
壊

（
大

泉
中
西
文
書
）

こ

こ

で

見

る

よ

う

に

ほ

と

ん
ど

毎

晩

水

が

盗

ま

れ

る

。

こ

れ

だ

け

で

も

大

変

な

の
に

こ

れ

か
ら

以

後

い
よ

い
よ

激

し

く
な

っ
て

い
く

。

…
…

八
月
八
日
ノ
夜
出
羽
沢
宗
四
郎
負
傷
サ
レ

タ
リ
　
ハ

月
十
一
日
ノ
夜
（

産
土
社
庭
ヲ

掘

り
割

り
盗
水
致

シ
、
示
後
毎
夜
盗
水
致

シ
候
　

塚
林
ノ
個
所
（

七
月
三
十
一
日
ノ
夜
迄

二
二
回
切

り
崩

シ
侠

ニ
ョ
リ
水
番
（

昼
二
人
夜
四
人
卜
致

シ
候
　

尚
又
十
四
日
ヨ

ジ
（

昼

四
人
夜
八
人

ニ
テ
致

シ
居

り
候
処
大
泉
新
田
ノ
者
大
勢
来
り
頬
冠

り
又
（

着
物
ヲ
冠

り
来

リ
、
人
足
ヲ
殴
打

シ
追
払
イ
…
…
不
在

二
乗
ジ
前
記
四
か
所
ヲ
破
壊

シ
盗
水
致
サ
レ
候

依
テ
右
被
害
御
届

ケ
ニ
及

ビ
候
也

明
治
四
十
年

八
月

伊

那
警
察
署
長
　

警
部
渡
辺
金
三
郎
殿

南
箕
輪
村
大
泉
惣
代
兼
井
掛
惣
代

（
六
名
）
　
　
卵
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刑

事

事

件
　

こ

の

よ

う
に

両

者

の
間

の
争

い

は
し

だ

い
に

は
げ

し

く
な

り
、

負

傷

者

も
出

、

つ

い
に

殴

打

事
件

が

お

こ

っ

た

の

で
、
「
告

訴

状

」

を

出

し

た

告
　

訴
　

状長
野
県
上
伊

那
郡
南
箕
輪
村

一
六
七
番
地

告
　

訴
　

人
　
　
　
　
　
　

清
水
敬

太
郎

同
県
　

同
郡
　
　

西
箕
輪
村
大
泉
新
田

被
告
訴
人
　
　
　
　
　
　
　

堀
内
勝
太
郎

白
鳥
今
太
郎

唐
沢
　

梅
次

殴
打
創
傷
事
件
ノ
告
訴

被
告
訴
人
等
（

告
訴
人
部
落
ノ
田
用
及

ビ
飲
用
水
ヲ
盗
水

ス
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
来
集

シ
告

訴
人
部
落
ヨ
リ
水
番
ト

シ
テ
出
張

シ
居

ル
三
〇
名
卜
争
イ
闇

二
乗
ジ
テ
告
訴
人
ノ
背
部
ヲ

殴
打

シ
創
傷
セ

シ
メ
タ
ル
モ
ノ
ニ
之
有
り
候

（
大

泉
中
西

文
書
）

刑

事

事

件

の
告

訴

に

も

か

か

わ

ら

ず
、

翌

明

治

四

一
年

に

な

っ

て

も
、

盗

水
被

害

は

い

っ

こ

う

に

お

さ

ま

ら

な

か

っ

た

。

明
治
四
一
年
四
月
二
八
日
　

大
石
五
箇
ヲ
入

レ
テ

修
繕

ス
。

五
月
二
五
日
　

右
破
壊
サ

ル
、
大
石
四
箇
（

何

レ
ヘ
カ
隠
蔽
サ

ル

五
月
三
〇
日
　

応
急
修
繕

ス

五
月

ご
二

日
　

早
朝
破
壊
サ

ル

六
月
　

二
日
　

午
前
中
大
修
繕

ス
、
午
後
破
壊
サ
ル

六
月
　

四
日
　

破
壊
サ

ル
　
警
察

ヨ
リ
佐
野
部
長
来
ル

六
月
　

八
日
　

修
繕
・
破
壊
ヲ
ク
リ
返
ス
、
告
訴
卜
決
定
、

六
月
二
〇
日
　

大
石
四
箇
ヲ
山
中

二
発
見

シ
届
出
ル
。

つ

い
に

六

月

八

日

盗

水

の
告

訴

に

ふ

み

き

っ
た

。

こ

の
告

訴

の

「

事
実

」

は

そ

れ

ま

で

の
被

害

の

状
況

を

余

す

と

こ

な

く
詳

細

に

の

べ

て

い

る

。
例

え

ば

六
月

八
日

の

こ
と

を
記

せ

ば
次

の

よ

う
で

あ

っ
た

。

同
八
日
午
後
六
時
頃
大
泉
新
田
ノ
数
名
が
同
所

二
於
テ
堰
路
ヲ
破
壊
セ
ン
ト
シ
ク
ル
ニ
ョ

リ
見
張
番
等
発
見

シ
テ
大
声
デ
叱
責

シ
ク
ノ
デ
其
ノ
使

逃
ゲ
去
り
約

一
時
間

ヲ
経

ク
コ
ロ

告
訴
部
落
民
約
五
十
名
手

二
手

二
梶
棒

ヲ
携

工
交
又
点

二
襲
来
シ
見
張

番
万
万
万

一
之
ヲ

制
止
ス
ル
ニ
於
テ
（

殴
打
セ
ン
ガ
如

キ
姿
勢
ヲ
示

シ
、
被

告
兼

次
郎

・
伸

∵

増
太
郎
外

数
名
（

之
が
破
壊

二
着

手
シ
タ
ル
ニ
ョ
リ
見
張

番
四

名
（

危
険

ヲ
恐

レ
其
ノ
為

ス
ガ
健

二

傍
観

シ
居

タ
ル
ニ
暫
時
ニ

シ
テ
破
壊
シ
立
チ
去
リ
タ
リ
。
而
シ
テ
当
時
襲
来

シ
タ
ル
（

数

十
名

ノ
多

キ
ニ
達

シ

ー
々
之
ヲ
認
識

ス
ル
事
能
（

ザ
リ

シ
モ
、
現

二
手
ヲ
下

シ
ク
ル
者

ノ

内
被
告
伸

一
…
…

と

、

確

認

し

た

者

の
名

を

あ

げ

、

証

憑

並

び

に

参

考

と

な

る

べ
き

事

実

や

現

場

の
図

絵

を

提

出

し

て

、

や

は

り

伊

那

警

察

署

長

に

、

明

治

四

一

年

六

月

一

〇

日

付

で

告

訴

し

て

い

る

。

告

訴

状

が

出

さ

れ

た

後

も

、

塚

林

で

は

争

い
が

や

ま

ず

、

つ

い
に

七

月

二
（

日

に

水
番

小

屋

の

焼
失

と

い
う

事

件

が

起

こ

っ

た

。

そ

の

日

は
大

泉

新
田

の
蚕

玉
様

の

祭

り

で
、

終

日
酒

を

の

み
大

騒

ぎ

し

た

あ

と
、

大

泉

の

水
番

小

屋

へ

い

っ

て
番

人

を
叩

吉
倒

せ
、

追

い
払

え

と
押

し

か

け

て

き

た

。

二

人

の
水

番

は

す
ぐ

に

逃

げ

だ
し

て

難

を

さ

け

た

が
、

押

し

寄

せ

て

き

た
連

中

は
石

を
投

げ
、

遂

に

番

小

屋

に

放

火

し

て

ひ

き

あ
げ

た

。

そ

ん

な

こ

と
で

現

揚

は
大

き

く
壊

さ

れ

て

い

く

の
で

、

「
証

拠

保

全

の
申

請

」

を
し

て

お

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

く

な

り
、

明

治

四

一
年

七

月

八
日

に

そ

の
申

請

を
伊

那

区

裁

判

所

に

出

し

た

。

同

年

八
月

二

日

に

は
、

臨

検

調

査

が
行

な

わ

れ
、

詳

細

な

「

臨

検

調

書

」

が

で

き

、

八
月

六
日

に

は

そ

の
証

明

書

も

で

き

た

。
こ

の
臨

検

調

書

は
余

り

に

も

長

文

で

あ

る

の
で

、

一

々

の
検

証

は
省

略

し

て

、

次

に

そ

の
結

論

だ
け

を

記

す

。

以
上
ノ
状
況
ヲ
検
証

ス
ル
ニ

ー
、
土
橋
は
其
の
構
造
新
し
く
両

三
年
以
前

二
架
設

シ
タ
ル
形

跡
ア
リ
橋
下

ノ
開

削
年
度

（

分
ラ
ズ

ニ
、
土
橋
ノ
幅
（

道
路

二
比

シ
テ
狭

シ
従
前
ヨ
リ
此
ノ
如

ク
狭

キ
モ
ノ
ト
（

認

メ
ズ

J 卯
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三
、
土
橋
ノ
西
側
小
石
ノ
ア
ル
箇
所
（

土
砂
ヲ
以

テ
堰
止
メ
タ
ル
形
跡

ア
リ
テ
其

ノ
年
代

（

古

カ
ラ
ザ
ル
モ
何
時

頃
ナ
ル
カ
分

ラ
ズ
　
又

土
橋

際
ノ
道
路
幾
分

欠
損

ノ
状

ア
ル

モ
其
ノ
原

因
（

判

明
テ
ラ
ス

四
、
樋
（

古

シ

茲

二
於
テ
判

事
（

別
紙
調
書
ノ
通
り
鑑
定
人
ノ
取

調
ベ
ヲ
ナ
シ
タ
リ
此
ノ
鑑
定
（

同
日
午

前

十
時
二
始

メ
同
正
午
口

時

二
終

ル

右
調
書
（

字

塚
林

二
於
テ
作

り
関

係
人
二
読
ミ
聞

カ
セ
タ
ル
ニ
之
ヲ
承

認
セ
リ

明

治
四

十
一
年
八
月
二
日

伊

那
区
裁
判
所
　

裁
判
所

書
記
　

高
橋
良
好

判
　

事
　
　
　

加
賀
美
明

明
治
四

一
年

コ

ー月
四
日
、
勝
光
寺
で
大
泉
総
集
会

を
開

き
、
再
三
再
四
示
談

交
渉

が
あ
っ
た
が
、
到
底

ま
と
ま
る
見
込
み

は
な
い
の
で
、

か
ね
て
か
ら
用
意
し

て
き
た
よ
う
に
、
民
事

訴
訟

を
提
起

す
る
こ

と
を
は
か
っ
か
。
満
場

一
致
で
民
事

訴
訟
に
ふ
み

き
る
こ

と
に

な
っ
た
。
出

廷
総
代

の
選
挙

を
し

た
。
原

幸

監
（
五
五

票
）
・
清
水
正
堅
（
五
三
票
ご

出
羽
沢
岩
次
郎
（
四
七
票
ご

唐
沢

正
一
郎
（
三
六
票

次
点
）
と

い
う
結
果
に
な

っ
た
。

あ
け
て
、
明
治
四
二
年
一
月
六
日
、
三
人

の
大
泉
総
代

は
警
察
署

へ
い
き
、

い

ま

ま
で

の
交
渉
経
過

か
ら
み
て
、
示
談
は
成

立
す

る
見
込
み
が
な

い
の
で
、
交
渉

一
切

の
こ
と
を

お
断
り
し

た
。
署
長
は
示
談
し
な
け

れ
ば
、
弁
護
士
に
大
金

を
取

ら

れ
る
だ
け

だ
と
、
強

く
示
談
を
す
す

め
る
の
で
帰
宅
協
議

の
上
、

と

帰

宅

し

た
。
こ

の
結
果
、
大
泉
で

は
総
会

を
二
度
も
し

た
が
、
結
局
ご

不
談

は
で

き
な

い

と
、
一
月

二
（

日
に
署
長
に
陳
情
し

た
。

二
月
二

七
日
、

ま
た
署
長

か
ら
示
談

の
た
め
出
頭
せ
よ
と
通
知
が
あ
り
、
行

っ

て
み

る
と
署
長

が
交
替
し

て
野
鳥
署
長
に
な

っ
て

い
た
。
示
談
不

調

は
不

幸

だ
か

ら
と
示
談
案

を
示
せ
と

い
わ
れ
た
が
、
相
談

の
結
果
は
示
談

を
断

わ
る
と

い
う
こ

と
に
な

っ
た
。
署
長

は
不
日
実
地
臨
検
し

て
何
と

か
示
談

の
道

を
構

ず
る
か
ら
待

て
と

い

わ

れ

た

。

伊

那

区

裁

判

所

へ
　

待

て

待

て

と

い

わ
れ

て

も

、

も

は

や

待

て

な

い
と
、

三

月

一

一

日

、
伊

那
区

裁

判

所

へ
、
「
水

利

妨

害

排

除

ノ

訴

エ
」

を

提

出

す

る

こ

と

に

な

っ
た

。

水
利
妨
害
排
除
ノ
訴

エ

請
求
ノ
目
的

上
伊

那
郡
南
箕
輪
村
大
泉
所
山
ヨ
リ
西
箕
輪

村
大

泉
新
田

ヲ
経

テ
原
告
等
居
村

へ
流
下

シ

来
レ
ル
上
井

堰

二
対

ス
ル
水
利
妨

害
ノ
排
除

ヲ
求

ム
ル
ニ
ア
ジ

一
定
ノ
申
告

被
告
等
（

原

告

二
対

シ
上
井
堰

ノ
中
井
堰

卜
字

塚
林
に

於
テ
交

叉
セ
ル
個
所

ノ
左
側

二
幅

一
間

三
分

、
長

サ
四

尺
九
寸
、
高
サ
川

底
ヨ
リ
ニ
尺
四
寸

ノ
堰
堤

ノ
復
築
工
事
ヲ
ナ

シ
且

ツ
同

一
個
所

ノ
中
井
堰

ノ
水
樋

ヲ
該
堰
堤

卜
同

一
高
サ
ト
為

ス
ペ
シ
　
訴
訟
費
用
（

被
告

等

ノ
連
帯
負
担

ト
ス
ト
ノ
御
判
決
相
成

り
度

ク
候

（
中
略
）

右

、
出

訴
二
及

ビ
候
也

明

治
四

十
二
年
三
月
十
一
日

原
告
訴
訟
代

理
人
　
原
田
好
郎

伊

那
区
裁
判
所

判
事
　

加
賀
美
明
　

殿

（
大
泉
中
西
文
書
）

い

う

ま
で

も

な

く
、

原

告

は
大

泉

の
原

幸

監

以

下

九

五

名

、

被

告

は
大

泉

新

田

の
清

水

賢

一
郎

以

下

三

七
名

で

あ

る

。

上

諏

訪

に

い

る
原

田

弁

護

士

に

依

頼

す

る
こ

と

が

き

ま

っ

た
。

昨

年

か
ら

大

泉

の
総

代

二

名

が

上

諏

訪

へ
連

絡

打

合

せ

に

い

っ

た

の

は
、

す

で

に

コ

ー回

に

及

び

日

帰

り
も

あ

っ

た
が

宿

泊

が

多

い

。
ま

た
伊

那

町

箕

輪

屋

へ
原

田

が

出

張

し

て

き

て

連

絡

し

た
こ

と

が

五

回

も

あ

っ

た

。
こ

の
よ

う

に

着

々
と

打

合

わ
せ

準

備

を

重

ね

て
き

て
、

い
よ

い
よ

第

一
回

の
口

頭

弁

論

の
日

が

き

た

。
明

治

四

二

年

三

月

二

二

日

の

こ

と

で

あ

る

。
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第 ４章 水 と村 の生活

午
前
九
時
に
開
廷
し
、
被
告
は
堰
は
個
人
の
所
有
で
な
く
団
体
の
所
有
だ
か
ら

行
政
訴
訟
に
属
し
、
司
法
裁
判
で
な
い
か
ら
原
告
の
請
求
の
棄
却
を
求
め
た
。
し

か
し
判
事
は
原
告
の
申
請
を
許
容
し
、
証
拠
調
べ
は
四
月
二
〇
日
と
き
ま
っ
た
。

こ
れ
か
ら
長
い
長
い
裁
判
が
始
ま
っ
た
。

四
月
二
〇
日
に
は
第
二
回
の
口
頭
弁
論
が
あ
り
、
証
人
の
訊
問
調
書
が
作
成
さ

れ
、
最
後
に
そ
れ
を
読
み
聞
か
せ
て
、
証
人
の
承
認
を
求
め
た
。
証
人
有
賀
伝
四

郎
ほ
か
三
名
、
傍
聴
大
と
し
て
唐
沢
七
郎
以
下
一
九
人
が
大
泉
側
、
被
告
側
か
ら

は
原
寛
一
郎
以
下
十
数
名
が
い
た
。

こ
の
よ
う
な
口
頭
弁
論
が
五
月
一
七
日
に
第
三
回
、
以
降
二
一
月
コ
一
日
第
七

回
ま
で
続
い
た
。
そ
の
つ
ど
惣
代
は
上
諏
訪
へ
い
っ
て
弁
護
士
と
打
ち
合
わ
せ
、

証
拠
調
べ
の
た
め
東
奔
西
走
し
て
、
そ
の
間
の
費
用
も
労
役
も
大
変
で
あ
っ
た
。

年
が
明
け
て
明
治
四
三
年
と
な
り
、
二
月
六
日
に
は
郡
役
所
で
小
池
県
議
、
福

沢
伊
那
町
長
ぼ
か
西
箕
輪
村
長
、
南
箕
輪
村
長
、
と
宮
沢
郡
長
等
が
示
談
を
す
す

め
、
無
条
件
で
委
任
せ
よ
と
迫
ら
れ
た
が
双
方
が
こ
れ
を
う
け
入
れ
な
か
っ
た
。

二
月
二
七
日
に
第
八
回
口
頭
弁
論
か
お
り
、
以
後
一
〇
月
二
四
日
で
第
コ

ー回

と
な
っ
た
。
こ
の
間
に
も
示
談
の
あ
っ
せ
ん
が
あ
っ
た
り
、
上
諏
訪
へ
打
ち
合
わ

せ
に
い
っ
た
り
、
新
し
い
証
拠
調
べ
な
ど
が
例
に
よ
っ
て
例
の
ご
と
く
続
け
ら
れ

た
。三

月
一
〇
日
に
は
、
吹
上
の
祭
か
ら
の
帰
り
道
で
、
大
泉
の
役
人
が
、
大
泉
新

田
を
通
っ
た
と
き
、
乱
殴
打
さ
れ
る
よ
う
な
、
住
民
間
の
あ
っ
れ
き
も
お
こ

っ

た
。年

が
ま
た
明
け
て
明
治
四
四
年
に
な
っ
た
。
仲
裁
の
あ
っ
せ
ん
が
大
を
加
え
所

を
加
え
て
行
な
わ
れ
る
が
行
き
届
か
な
い
。
口
頭
弁
論
も
そ
れ
を
に
ら
み
な
が
ら

ぼ
っ
ぼ
つ
行
な
わ
れ
て
、
第
一
六
回
を
終
わ
っ
た
。

さ
ら
に
ま
た
年
が
明
け
て
明
治
四
五
年
と
な
っ
た
。
そ
の
間
被
告
側
が
欠
席
の

た
め
日
延
べ
に
な
っ
た
り
し
て
裁
判
も
た
れ
て
き
た
。
四
月
二
二
日
に
松
本
市
が

大

火

で
、

大

泉

新
田

側

の

弁
護

士

が

出

席

で

き

な

い
と

い
う

理

由

で

日

延

べ

を

申

し

出

た

が

、

す

で

に

半

年

も

延

期

し

て

き

た

と

い
う

こ

と

で

、

被

告

欠

席

の

ま

ま

開

廷

さ

れ

原

告

大

泉

側

か

勝

訴

と

な

っ
た

。

し

か

し

、

こ

れ

は

廃

棄

に

な

っ
て

し

ま

っ
た

。

五

月

一

一

日

に

も

口

頭

弁

論

が

あ

り

、

判

事

か

ら

示

談

を

す

す

め

ら

れ

た

が

、

両

者

の

主

張

は

か

み

あ

わ
ず

と

こ

と

ん

ま

で

争

う

結

果

と

な

っ
た

。

七

月

一

七

日

、

口

頭

弁

論

が

結

審

し

た

。

こ

の

日

は

従

来

の

関

係

証

拠

を

双

方

が

弁

論

し

た

の

で

長

時

間

の

弁

論

と

な

っ
た

。

結

審

と

な

り

、

い
よ

い
よ

そ

の
判

決

言

渡

し

が

七

月

二

五

日

と

き

ま

っ
た

。

長

年

の

訴

訟

事

件

が

こ

の

日

に

決

ま

る

と

、

そ

の
結

果

を

双

方

が

待

っ
た

。

明
治
四
十
五
年
七
月
二
十
五
日
　

言
渡

シ
主
文

…
…
被
告
ラ
（

塚
林

二
於
テ
交
叉
セ
ル
個
所
ヨ
リ
上
井
堰
ノ
水
ヲ
中
井

堰
へ
引

入
ル
ベ
キ

権
利
ナ
キ
コ
ト
を
確
認

シ
、
右

交
又
点

二
於
ケ
ル
中
井

堰
ヲ
上
井

堰
ノ
流
水

二
混
入
セ
ザ

ル
構
造
ノ
樋
ヲ
以

テ
上
井
堰
ノ
下

流

二
向

ツ
テ
左
側
ノ
堤
ノ
上
面

ヲ
通
過
セ
シ
メ
混

入
セ

ザ
ル
旧
状

二
回
復
工
事
ヲ
ナ
ス
ペ

シ
。

訴
訟
費
用
（

被
告
ラ
ノ
連
帯
負
担
ト
ス

理
由
…
…
略
…
…

伊

那
区
裁
判

所
　
　

判
事
　

武
藤
勘

太

大

泉

は

つ

い
に

勝

っ
た

。

し

か

し
、

大

泉

新
田

は

こ

の

言

渡

し

を
不

服

と

し

て

控

訴

し

た

。

長

野
地

方

裁

判

所

へ

控
　

訴
　

状控

訴
人
　
　

大
泉
新
田
　

清

水
賢

一
郎
（
ほ
か
三
九
人
）

被
控

訴
人
　
大

泉
　
　

原
　

幸

監
（
ほ
か
九
五
人
）

水
利
妨

害
排
除

請
求
事
件
ノ
控
訴

主
文
　

（
略
）

一
定
ノ
申
立

て

原
判
決
ヲ
廃
棄

シ
更

二
被
控
訴

人
ノ
訴
及

請
求
（

之
ヲ
棄
却

ス
訴
訟

費
用
（

Ｉ
審
二
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水を求 めて節第 １

審
共
被
控
訴
人
ノ
負
担
ト
ス
ト
ノ
御
判
決
ヲ
願
イ
度
ク
候

大
正
元
年
八
月
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　

右
控
訴
代
理
人
　
矢
島
録
四
郎

唐
沢
　
長
十

長
野
地
方
裁
判
所
長
　
判
事
三
田
幸
司
殿

こ

の
第
二
審
と
も
な

れ
ば
長
野
ま
で
出
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
し
、
弁
護
士

も
も

う
一
人
必
要
に
な
り
、
宮
坂
弁
護
士
を
頼
む
こ
と
に
決
定
し
た
。

コ
｛
月
一

〇
日
に
行

な
わ
れ
る
は

ず
で
あ

っ
た
弁
論
は
延
期
に
な

っ
た
。

一
一
月
二
日
に
は
長
野
地
方
裁
判
所

の
太
田
判
事
・
鈴
木
判
事

の
実
地
検
証
が

あ
っ
た
。
こ

れ
は
大
が

か
り
な
も

の
で
、
弁
護
士
が
二
人
、
証
人
が
三
人
ず
っ

の

計
六
人
、
原
告
大
泉
新
田

の
総
代
二
人

の
ほ

か
三
〇
人
余
、
大
泉
総
代
四
人

の
ぼ

か
三
〇
入
余
が
同
行
し

た
。
上
井

の
頭
首
工

か
ら
、
大
枡
、
中
坂
分
枡
を
臨
検
し

て
論
所
塚
林
で
昼
食
、
午
後
一
時

か
ら
証
人

の
訊
問
が
始
ま
り
、
六
人

の
訊
問
が

終

わ
っ
た
と
き

は
、
午
後
五
時
で
あ

っ
た
。

ま
た
年
が

あ
け
て
、
大
正
三
年
と
な

っ
た
。
こ

の
間
長
野
へ

い
き
、
ま
た
上
諏

訪

へ
い
っ
て
連
絡
を
と
り
、
打

ち
合

わ
せ
は
欠

か
さ
な
か

っ
た
。
仲
裁

の
労
を
村

長
等
が
し
き
り
に
と

っ
だ
が
、
も
は
や
そ

れ
に
応
ず
る
気
は
な
か

っ
た
。

四
月
一
日
に
も

わ
ざ
わ
ざ
長
野
へ
出
張
し
て
み
る
と
、
ま
た
も
や
相
手

の
弁
護

士
が
欠
席

の
た
め
、
欠
席
裁
判
を
仰
ぐ
よ
う
お
願

い
し
た
が
、
五
月
一
六
日
に
延

期
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
そ

の
日
も
さ
ら
に
延
期
に
な

っ
て
五
月
二
三
日
と
な

っ

た
。大

正
三
年
五
月
二
三
日
、
と
う
と
う
長
野
裁
判
所

の
判
決
が
下

っ
た
。
こ

の
結

果

は
区
裁
判
所

の
判
決
以
上

の
大
勝
利
と
な

っ
た
。

判
決
正
文

本
件
控
訴
（

之
ヲ
棄
却
ス
。

控
訴
二
関
ス
ル
費
用
（

控
訴
人
ノ
負
担
ト
ス
。

長
野
地
方
裁
判
所
民
事
部
　
判
事
　
大
庭
良
兵
（
ほ
か
二
人
）

こ
う
し
て
明
治
三
九
年
以
来
の
紛
争
が
一
応
の
結
着
を
み
た
。
約
一
〇
年
に
及

ぶ
そ
の
間
の
苦
労
は
、
双
方
と
も
想
像
以
上
の
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ

で
お
さ
ま
ら
ず
、
大
泉
新
田
は
さ
ら
に
大
審
院
へ
上
告
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

大
正
三
年
五
月
二
三
日
、
長
野
地
方
裁
判
所
で
判
決
の
言
渡
し
か
お
り
、
大
泉

新
田
は
直
ち
に
大
審
院
へ
上
告
し
た
。

大
審
院
へ
　
大
審
院
出
廷
総
代
に
、
前
回
と
同
じ
く
清
水
正
堅
、
原
幸
監
、
原

信
二

唐
沢
正
一
郎
の
四
人
が
選
ば
れ
た
。
費
用
は
一
人
一
回
に
つ
き
金
八
円
で

汽
車
賃
と
も
一
切
の
費
用
と
し
、
一
泊
増
す
ご
と
に
一
円
五
〇
銭
増
す
こ
と
が
き

ま
っ
た
。

大
審
院
に
上
告
さ
れ
て
か
ら
、
す
で
に
二
か
年
が
す
ぎ
、
大
正
五
年
六
月
一
五

日
に
、
判
決
の
言
渡
し
が
下
っ
た
。

判
　
決
　
正
　
本

…
…
…
…
上
告
人
、
被
上
告
人
等
　
略
…
…

主
　
文

本
件
上
告
（
之
ヲ
棄
却
ス
。

上
告
費
用
（
上
告
人
ノ
負
担
ト
ス

大
正
五
年
六
月
一
五
日
　
判
決
言
渡

大
正
五
年
七
月
一
〇
日
　
原
本
領
収

大
審
院
第
二
民
事
部
裁
判
長

圃

判

事
／／／／／／／／

馬
場
　

悳
治

田

上
　

省
三

八
江
　

良
之

鈴
木
英

太
郎

前
田
直

之
助

こ
こ
で
、
大
泉
の
勝
訴
と
な
っ
て
こ
の
小
さ
な
塚
林
の
交
叉
点
で
の
大
水
論
は

終
結
を
と
げ
た
。
明
治
三
九
年
か
ら
始
ま
っ
た
こ
の
長
い
長
い
紛
争
は
、
他
地
域

か
ら
み
た
ら
ほ
ん
の
さ
さ
い
な
少
量
の
水
の
争
い
で
あ
る
が
、
当
事
者
に
と
っ
て

おJ



第４章 水と村の生活

み

れ

ば
死

活

の
重

大

事

件

で

あ

っ

た

。

こ

の
確

定

判

決

の
執

行

は

、

翌

大

正

六

年

五

月

一

三

日

、
大

泉

新
田

の

費
用

に

よ

っ
て

と

り

行

な

わ
れ

た

。

同

日

付

で

内

容

証

明

の

郵

便

で

、

大

泉

総
代

に

そ

の

通

知

が

届

い
た

。

そ

れ

は

次

の
よ

う

に

、
伊

那

区

裁

判

所

の

執

達

吏

に

よ

っ
て

、

塚

林

は
旧

状

に

復

さ

れ

た

。

代
替

工
行
為
許
可

決
定

…
…
当
区

裁
判
所
（

其
ノ
申
請
ヲ
理
由
ア
ジ
ト
認

メ
、
決

定
ス
ル
コ
ト
左
ノ
如

シ
。

主
文
…
…
上
井
堰
卜
中

井
堰
卜
字
塚
林

二
於
テ
交
叉
セ
ル
個
所

二
於
ケ
ル
中
井
堰
ヲ

、
上

井
堰

ノ
流
水
ヲ
混

入
セ
ザ
ル
構

造
ノ
樋
ヲ
以

テ
、
上
井
堰

ノ
下
流

二
向
テ
左
側
ノ
堤

ノ
上

面
ヲ
通
過

セ
シ
メ
、
上
井
堰

ノ
水
ヲ
中
井
堰

二
混
入

セ
ザ

ル
旧
状

二
回
復

ス
ル
エ

事
ヲ
價

務
者

ノ
費
用
ヲ
以
テ
当
区
裁
判
所
執
達
吏

二
於
テ
之
ヲ
為

ス
ベ
シ

大
正

六
年
五
月
十
四
目

伊

那
区
裁
判
所
　

判
事
　

大
橋
三
郎

裁
判

費

用
　

こ

の
裁

判

に

要

し

た
費

用

は
両

者

と

も

莫

大

な

も

の
で

あ

っ

た

。

訴

訟

は
費

用

が

か
さ

む

ば

か
り

だ

か
ら

、

弁

護

士

に

金

を

と

ら

れ

る

だ
け

だ

か

ら

と

、

幾

度

か
手

を

か
え

人

を

か
え

て

示

談

が

す

す

め

ら

れ

試

み

ら

れ

た

が

、
不

調

に

終

わ
り

、

つ

い
に
大

審
院

ま

で

い

っ
て

し

ま

っ
た

。

そ

の
間

に
費

し

た

金

は
両

者

と

も

は

か

り

し

れ

な

い
が

、

公

定

の

費
用

だ

け

で

も
、

次

の

よ

う

に

金

三

六

五

円

二

五

銭

五

厘

と

な

り

、

こ

れ

を
大

泉

新
田

が
支

払

っ
た

。

訴
訟
費
用
確
定
決
定
（
略
記

）

第

一
審

（
伊

那
区
裁
判
所
）
　
　
　
一

コ

ー円

九
二
銭
五
厘

第

二
審

（
長
野
地

方
裁
判
所
）
　
　

九
八
円
三

九
銭
五
厘

第

三
審

（
大
審
院
）
　
　
　
　
　
　

一
一
〇
円

七
八
銭

ほ
か
確
定

費
用
決
定
関
係
　
　
　
　

四
三
円
一
〇
銭
五
厘

総
　

計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三

六
五
円
二
五
銭
五
厘

こ

れ

を
支

払

っ

た
大

泉

新

田

は
さ

ぞ

か
し

大

変

な

負

担

で

あ

っ
た

こ

と

と

思

わ

れ
る
。
こ

の
決
定

の
計
算
書
に
よ

る
と
、
最
初

の
証
人
等

の
日
当
と
旅
費
は
一
日

七
〇
銭
で

あ
っ
た
が
、
第
二
審
以

降
は
金
一
円
と
な

っ
て

い
る
。
五
厘
が
ま

だ
有

効
単
位
で
あ

っ
た
当
時
で
、
米

一
俵

は
六
円
で

あ
っ
た
か
ら
大

き
な
金
て

あ
っ
た
。

し

か
し
、
こ

れ
は
公
定

の
話
で
、
実
際

の
費
用

は
さ
ら
に
莫
大
な
も
の
で
あ

っ

た
。
勝
訴
に
な

っ
た
と
は

い
え
大
泉
で
は
弁
護
士
に
第
二
審

だ
け
で
も
次
の
よ
う

に
約
束

さ
れ
て
い
る
。

大
正
元
年
一
〇
月
二
五
日
、
原
田
弁
護
士
と
の
約
束

て

金
コ

ー○
円
　
原
田
弁
護
士
長
野
裁
判
手
数
料

て

金
二
〇
〇
円
　
成
功
謝
礼

て

金
　
五
〇
円
　
宮
坂
弁
護
士
長
野
裁
判
手
数
料

て

金
一
〇
〇
円
　
成
功
謝
礼

計
金
四
七
〇
円
　
　
ほ
か
実
費
は
別
に
支
払
う
こ
と

明
治
三

九
年

か
ら
大
正
六
年

ま
で
前
後

コ

ー年
に
及

ぶ
長

い
間

か
か
っ
て
、
結

局
、
塚
林

の
上
井

は
上
井
、
中
井
は
中
井
と
、
も
と

の
姿
に
も

ど
っ
た
だ
け
の
こ

と
で

あ
る
が
、
こ

ん
な
に
莫
大
な
費
用
を
投
し
て
も
、
水
利
権
は
守
り
通
さ
な
け

れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。

そ

の
後
、
塚
林
で
は
大
き
な
紛
争
は
な
く
な

っ
た
。

い
つ
し
か
水
番
小
屋

も
な

く
な

っ
た
。

い
ま
塚
林

の
水
は
何
事
も
な
か

っ
た

か
の
ご
と
く
流
れ
て

い
る
。

尚
　

大
泉
の
横
井
戸

１
　

村
内
横
井
戸
の
概
況

南
箕
輪
地
区

に
は
横
井

戸
が
多
い
。
横
井
戸

は
明
治

初
年

か
ら
三
〇
年
代
に

か

け
て
、
明
治
新
時
代

の
進
取

の
風

潮
か
ら
か
、
西
部
地

帯
に

も
段

丘
ぞ
い
の
地
帯

に
も
で
き
た
。
よ
り
多

く
の
水
を
求
め
て
、

湿
気

の
多

い
所

が
あ
れ
ば
、

そ
こ

へ

横
井
戸

を
掘

ろ
う
と
試
み

た
。
し
か
し
、
何
分
に

も
地
下

へ
横

穴
を
掘

る
の
で

あ

る
か
ら
、
ま
ず
第

一
に
多
額

の
費
用

を
要
し

た
。
そ
の
た
め
に

全
財

産
を
な
げ

う

卯4



水を求 めて第１節

表

４
‐
７

南
箕
輪
の
横
井
戸

（
小
学
校

資
料

役
場

資
料
）

そ　　　　　 総　　 崖　　　　 掘　　　　　 開　　竣　　 発　　　　　 発　　水　名

の　　　　 計　 宍づM　　 署　　 騨　　 起　 源

他　　　 費　 別　　 長　　　 手　 工　 可　　　 人　 地 称

バ
器　　　　 彗　 雛

一　　　　 紋善　南甚
四　　　　 治 四　原五
こ　　　　 郎郎　林衛

二　　　　　　 門
所

沢

尻

溜　　　　　　　 夭Ａ　　　 百　　　　　　　　 明　　　　　　　　 原　　 井　大
一池　　　　　　　　 反　　　 穴余　　　　　　　　 三　　　　　　　　　　　 中　新
反　　　　　　 否歩　 幅高間　　　　　　 年　　　　　　 新 ＿数 横

二　　　　　　　　 示　　　 三八　　　　　　　　　 九　　　　　　　　 五　大か　井

畝　　　　　　　 ｔ　　　 尺尺　　　　　　　　　
ｓ　　　　　　　　　　 泉所

廿　　　　　　 反　　　　　　　　　　 一　　　　　　　 南

巫　　　　　 芭　　　　　　　　　 万　　　　　　 赳

大

泉

な と　　　　皐　詰三　　　　 秀才 計昌 万甘j?

夕　　　　　定　言4　　　　　　バ]j　ル　丞　ド 宍

談　　　　　　 凹　　　　　　 λ　　　　 高

大

泉

⑤ ］ ぬ　 絆 回旱　 筈　 席

几 円　 尺巾積　 ２ 二三七　　 戸

大

泉

三　　　　 二　　　　　 明　　　　 三 明　　　　　 清　＿ム　ー
町　　　　 六　　　　　 三　　　　 三　　　　　　 水　田ク　ム
歩　　　　 八　　　　　 五　　　　 ・　　　　　　 卯　中リ　１

間　　　　 年　　　　 三　　　　 外 兵　氏 山　
リ

ョ　　　　 ・　　　　　 一 衛　所林　横
り　　　　　一　　　　　　〇　　有　　 荘

二　　　　 人　 －　 こ

大

泉

電　　　　　　　　 四　　　　　　　　　　　　　　昭　　 大　　　　　 田

気　　　　　　　　 町　　　　　　　　　　　　　 和　　正　　　　　 中
揚　　　　　　　　 歩　　　　　　　　　　　　　 三　　 一　　　　　 静
水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　 四　　　　　 雄

頃　　 年　　　　　 ほ
頃叉　　　 四か

人

大

泉

四　　　　 二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 出　北
町　　　　 ○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頭　殿

三　　終　○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 用

反　　 点 幅間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 水
羽三余　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 の
湯尺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 横
綺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 井

北

殿

四　　　　　　　　　　 明　　　　　　　　　　　 工　　 向
反　　　　　　　　　 ＿一　　　　　　　　 ＿有有事　 垣
歩　　　　　　　　　 安一　　　　　　　　 二賀賀 担　　外

余　　　　　　　　 政 ・　　　　　　　　 反 弥助当

の一　　　　　　　　 三次三者
末　　　　　　　 畝郎郎
一　　　　　　　 一

北

殿

工　　　　　　　　 二　　 終　一　し流へ間水　　 明　　　　　　　　 貪　イ北　亀
夫　　　　　　　 町　 点 七　てし で`源 三三　　　　　　　 田　セ殿 徳

唐山　　　　　　　　 歩　　 富幅○　 ‥ 県県池　 四一　　　　　　　　 徳　 ン　　水
沢綺　　　　　　　　　　　 士一間　飲東道道よ　・・　　　　　　　　 三　 ア

重喜　　　　　　　　　　　 山尺　　 田は西とり　一一　　　　　　　　 郎　ワ
兵左　　　　　　　　　　　 林三　　 用北は八一　　 ニ　　　　　　　　　　 ラ

衛衛　　　　　　　　　　　　 寸　　 水へ南幡五　　 Ｓ　　　　　　　　　　 山
門　　　　　　　　　　　　　　　　 流へ道○　　　　　　　　　　　　　 林

北

殿

お5



第４章 水と村の生活

そ　総　　 濯　　　　　 掘　 開　 竣　　 発　　　　　　 発　　 水　　 名

の 計　　 漑　　　　　
削　 田　　　　 願　　　　　　 己　　

゛μ　　　反　　　　 延　 着　　　 許　　　　　 起　 源

他　費　 別　　　　 長　 手　 工　 可　　　　　 人　 地　　 称

バ
余　　　 魏

感 心　　　　　　 竺　　　　 ﾌﾟ　 ﾌﾞﾝ　 菜

清 権　　　 三　一路慢樋 ○　　　　　　 一　　　　 清斉　 テ　 井
水は　　　　 畝　尺竪浜

ｔ 間　　　　　　　 ・　　　　　 水　　　 山　　戸
⊆　　　　　　　　 ○間言　　　　　　　　 四　　　　　 葦　　　 林
世　　　　　　 間・間　　　　　　　　　　　 感

北

殿

願上南　　　　　　　　　　　　　　　　　 命明　　　　　　 神　　 宮　　 八知殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　 回四　　　　　　 主　　 ノ　　幡

もと　　　　　　　　　　　　　　　　 二・　　清有有倉　　 上　　 宮
古証　　　　　　　　　　　　　　　　　 ‾三　　水賀賀 田島　　 山　　 社
料文　　　　　　　　　　　　　 こ　　　　 又 史　 林　 中

もあ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　言　　 ほ十文七三歌
共 り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 か郎蔵郎郎

殿

村

南　　　　　　　　　　　　　　　　 明　　　　　 兪　 宮
殿　　　　　　　　　　　　　　　　 三　　　　　 田　　 ノ

と　　　　　　　　　　　　　　　　　 一　　　　　 三　 上
示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　 郎　　 山
談　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三　　　　　　　　　 林

殿

村

関　　　　 四　　
一　 六　　　　　　　 明　　　　　 清有　　 八　　 八

係　　　　 町　　　 内　○　　　　　　　 二　　　　　 水賀　　 幡　　 幡

地　　　 壱歩　　 一
回　

○　　　　　　　 七　　　　　 甲　　　 入　　 入

一主　　　 反　　　
二八幅間　　　　　　　 ・　　　　 ほ太光　ﾉJバ　　 横

四　　　　 二　　　 〇　四　　　　　　　　 三　　　　 か郎彦　角　　　 井
名　　　　 畝　　　 濡　尺　　　　　　　　　　　　　　 八　　　 堂　　　 戸

一　　　　　　　　　　　　　　　 人

南

殿

后　　　　　昔　　　　　　　回　　　　　嘔　　毒　　琴

jと　　 言　　　 ｏ　　
光光　　jnﾑ

元　　　 こj　　 諺 ｙｸﾌ

南

殿

二　　　 水　一　　　　　　　 明　　　　　　 日　　字　　
上

町　　 源 五　　　　 一　　　　 戸　 堤　 ノ
三　　 地　○　　　　　　 ○　　　　　 伝　　山　　 横
反　　三 Ｓ幅間　　　　　　　 ・　　　　　 幹　　　　　 井

州　－　　　　　　　　 一　　　　　　　　　　　　 戸
街　尺　　　　　　　 二
道

田

畑

畑　　　　 一　　　 水　一　　　　　　　 明　　　　 小加松　　 字　　 下

田　　　　 町　　　 源　八　　　　　　　 一　　　　 林藤 沢　　堤　　 ノ
成　　　 一　　 地　○　　　　　　 五　　　　　 源　　山　　 横

絵　　　　 反　　　
Ｓ幅間　　　　　　　 ・　　　 彦与一　　　　　 井

図　　　　　　　　 神八　　　　　　　　 二　　　　 弥平 郎　　　　　 戸
明寸

田

畑

・　・　　　　 数　　　 掘＿三　　　　　　　 明　　　　　　 藤　　　　　 吉
借も準　　　　 町　　 高割一〇　　　　　　　 三　　　　　　 沢　　　　　 原
入不備　三　　 歩　幅さ一〇 〇　　　　　　　 一　　　　　　 銀

農
成着　○　　　　 三五三〇 間　　　　　　　　　　　　　 ほ次

工功工　○　　　　 尺尺八間　　　　　　　　 一　　　　　 か郎
銀 す ○　　　　 五間続　　　　　　　　　　　　 九
行　る　円　　　　　 寸　 一　　　　　　　　　　　　　　 名

田

畑

七　　　　 一　　　　　　 明　　　　　　 高　　 ウ　　ウ
Ｓ　　　　　Ｏ　　　　　　 三　　　　 ほ木 横 ラ　　ラ

ニ　 ハ　　　　 〇　　　　　　 二　　　　 か正　井ダ 横ダ

○　　 反　　　　 幅間　　　　　　　 ・　　　　　 六直　内テ　井テ
○　　 歩　　　 二　　　　　　　 一　　　　 七　　 各　 戸
円　　　　　　 尺　　　　　　　　　　　　　 人　 所

神

子

柴

壱　　　　　　三　　　　　　　　明　　　　　　　神　　 鳥　　 鳥

反　　　　 ○　　　　　　 治　　　　　 子　 居　 居

六　　
歩　　　　　 ○　　　　　　　 三　　　　　　 柴　　 原　横原

○　　　　　　　 幅間　　　　　　　 三　　　　　　 耕　各内　井
○　　　　　　　　二　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　地　所　　 戸
円　　　　　　　　尺　　　　　　　　　－

神

子

柴

つ
て
し
ま
っ
た
場
合
も
で
た
。

そ
し
て
、
第
二
に
成
功
さ
せ
る
に
は
相
当
の
技
術
を
要
し
た
。
な
か
に
は
、
計

画
試
掘
だ
け
で
、
成
功
し
な
か
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
。
一
度
は
不
成
功
に
終
わ
っ

た
が
、
途
中
か
ら
人
が
替
わ
っ
て
成
功
し
た
も
の
も
あ
り
、
昭
和
の
現
代
に
脚
光

を
あ
び
て
い
る
畑
地
濯
漑
の
走
り
を
思
わ
せ
る
田
畑
の
吉
原
横
井
戸
の
よ
う
な
も

の
も
あ
っ
た
。

そ
の
工
法
は
、
ま
ず
湿
気
の
多
い
所
へ
竪
穴
を
掘
っ
て
地
下
水
の
あ
る
こ
と
を

た
し
か
め
、
そ
こ
を
目
あ
て
に
横
穴
を
掘
っ
て
い
っ
た
。
途
中
で
中
の
上
を
運
び

出
す
た
め
の
竪
穴
も
長
さ
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
必
要
で
あ
っ
た
。
よ
う
や
く
た
ど

り
つ
い
て
も
途
中
の
謳
水
に
な
や
ま
さ
れ
た
。
殊
に
工
法
の
未
熟
の
た
め
勾
配
を

釣6



水 を求 めて節第 １

あ

や

ま

る

こ

と

も

あ

っ
て

、

せ

っ
か

く

の

水

を

流

出

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

な

い
こ

と

も

あ

っ

た

。

当
時
横
荘

戸
（

地
方

二
於
テ
其
ノ
類
甚
ダ
紺
ナ

ク
従

ツ
テ
不
完
全
勝
ナ
リ
　

概
ネ
基
点
ヨ

リ
終
点

二
至

ル
水
準
其
当
ヲ
得

ズ
井
中
水
量
豊

カ
ナ
ル
モ
少

シ
ク
減
ジ
ク
ル
ト
キ
（

流
出

ス
ル
コ
ト
彭

シ
　
又
井
穴
非

常

二
大
ニ

シ
テ
エ

費
夥
シ
…

（
小
学
校
資
料
）

こ

れ

は
大

泉

の

「
大

新
横

井

」

の

概
況

の

一

節

で

あ

る

。
明

治

初
年

の

こ

ろ

の

工
法

が

う

か

が

わ

れ

る

。

そ

の

後

の
経

験

と
工

法

の
工

夫

で
多

少

は
改

善

さ

れ

た

の

で

あ

ろ

う

が
、

そ

の
困

難
度

は
、

土

の
中

の

こ

と
で

あ

る

の
で

、

相

変

ら

ず
で

あ

っ

た

。

そ

れ
に

も

か

か

わ

ら

ず
南

箕

輪

に

は
表

４
１

７

の

よ

う
に

数

多

く

あ

っ

た

。こ

の

な

か

の

い

く

つ

か

は
今

日

で

も

、

自

然

の
清

水

が

こ

ん
こ

ん
と

湧

出

し

て

い

る

。
当

時

の
竪

穴

の
近

所

に

は
、

運

び

だ
し

た
上

が

小

高

く

盛

り

あ

か

っ
て

残

っ
て

い
た

が

、
そ

れ
も

戦

後
開

発

が

す

す

む
に

つ

れ

て
少

な

く
な

っ

て
し

ま

っ

た

。

こ

の
表

は

「

南

箕

輪

の
横

井

戸

」

で

あ

る

が

、

こ

ん

な

に

あ

っ
た

か

と
思

わ

れ

る

ほ

ど

多

い
。

こ

の
表

の

記

述

で

そ

の

概
況

を

知

る

こ

と

が

で

き

る

が
、

こ

れ

よ

り

詳

し

い
資

料

の
残

っ
て

い
な

い
も

の
が

多

い
。

２
　

大

泉

の

横

井

戸

剛
　

大

新

横

井

戸

明

治

三

年

に

竣

工

し

た
横

井

戸

の
草

分

け
で

あ

る

。
「

大

泉

村

字
田

代

大

新

横

井
概
況
」

示

学
校
資
料
）
に

よ
る
と
、
当
時

は
地
方
に
横
井
戸
が
甚

だ
少
な

か

っ

た
と
い
う
の
で
、
伊
那
地
方
で
も
草
分
け

の
横
井
戸

か
と
思

わ
れ
る
。

水
源

は
井
中
数

か
所

か
ら
湧
出
し
、
延
長
は

Ｉ
〇
〇
余
間
、
穴

の

高

さ

八

尺

余
、
幅
三
尺
、
暗
梁
尺
五
で
、
濯
漑
面
積
は
当
時
八
反
歩

夭
正
二
年
に
は
三
反
余

歩
）
で
あ
っ
た
。
明
治
三
年
九
月
起
工
明
治
四
年
一
二
月
に
竣
工
、
工
事
は
単
独

で
原
新
吾
が
あ
た
っ
た
。
こ
の
横
井
戸
の
特
色
は
溜
池
を
築
い
て
不
用
水
を
貯
え

て

お

き
、

潅

漑

の
用

に

し

た

こ
と

で

あ

る

。

壱
反
弐
畝
廿
三
歩
ノ
溜
池
ヲ
築
キ
不
用
水
ヲ
貯

工
崖
漑
ノ
用

二
供
ス
。
然

ル
ニ
該

地
（

地

勢
上
置
土
ナ

ル
ヲ
以

テ
水
溜
り
宜

シ
カ
ラ
ズ
再
三
修
理
シ
テ
完
全

二
至
ラ

シ
メ
為

メ
ニ
非

常
ナ
ル
経
費
卜
日
子
ト
ヲ
要
セ
リ
。
（
同

上
）

と

、

こ

の

溜

池

設
置

に

要

し

た
非

常

な
経

費

と

再

三
に

わ

た

る
漏

水

の
修

理

を

の

べ

て

い
る

。

さ

ら
に

水
害

で

そ

の
水

田

の
大

部

分

を
失

っ

た

こ
と

も

の

べ

て

い

田
地
（

大
泉
河
ノ
沿
岸
ニ
ア
リ
元

来
堤
防
（

官

営
ナ
ル
ニ
モ
係
ラ

ズ
自

費
ヲ
投

ジ
テ
築
設

セ
リ
然

ル
ニ
明

治
拾
壱
年

ヨ
リ
数
度
大
洪
水

ノ
為

メ
遂

二
堤
防
破
壊

シ
田
地
ノ
大
部
分
ヲ

流
出
ス
（
同

上
）

そ

の
後

、

明

治

四

〇

年

以

後

引

続

い
て

、

横

井

中

の
不

完

全

な

箇

所

を

修

繕

し

、

横

穴

を
三

〇

余

間

延

長

掘

り

を

し

、

水

量

を

増

や

し

て

荒

地

を

開

拓

中

で

あ

る
こ

と

も

報

じ
ら

れ
て

い

る

。

こ

の
功

績

が

認

め

ら

れ

て

、

明

治

五

年

に

は

県

庁

か

ら

賞

状

を

い
た

だ

い
た

。

そ

れ

は
長

さ

六

尺

幅

六

寸

の
大

き

さ

で

あ

っ
た

。

伊

那
郡
大

泉
村
名
主
　
原
新
吾

其
方
儀
御
国
恩
ヲ
弁

工
御
請
書
多
分

ノ
入
費
相
掛
ケ
自

普
請
ヲ
以

テ
　
再
／
切
リ

イ
ク
ス

ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
　

七
十
関

余
横
井

戸
ヲ
穿
チ
新
規

溜
池
自

費
ニ
テ
出
来
、
荒
畑

ノ
分
ｍ

成
リ

ニ
起

キ
返

シ
ス
（

余
水
ヲ
以

テ
最
寄

畑
地

ノ
分
田
成
リ

ニ
致

ス
可

キ
見
込
ミ
等
奇
特
ノ
至

ジ
ニ
付

キ
御
賞

ト
シ
テ

絹
一
匹

之
ヲ
下
サ

レ
候
事

壬
申
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

筑
摩
県
庁
回

こ

こ

で

自

費

で

大

泉

川

の
堤

防

を

修

築

し

、

溜

池

も
自

費

で

造

り
畑

田

成

り

を

し

た

こ

と

が

認

め

ら

れ

た

。

こ

の
揚

合

は
特

に

賞

状

を

い

た

だ

い

た

の
で

あ

る
が

、

ど

の
横

井

戸
に

つ

い
て

も

そ

れ

な

り

の
苦

心

は

あ

っ

た

。
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第４章 水と村の生活

㈲
　

西
村
横
井

戸

こ
れ
は
大
規
模
な
横
井

戸
で
あ
る
が
、
詳
し
い
資
料

に
乏
し
い
。
前
記

の
大
正

二
年

の
小
学
校
の
調
査
資
料
に
よ
る
と
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
で
あ
る
。

と水の出口（西村横井戸）(左)図4-20　 水神様

明
治
二
六
年
に
発
起
し
て
願
書
を

だ
し
、
明
治
二
八
年
二
月
に
よ
う
や

く
試
掘
の
許
可
を
得
た
。
た
だ
ち
に

着
工
し
て
四
年
間
の
歳
月
を
費
し
た

後
、
明
治
三
二
年
一
一
月
に
竣
工
し

た
。
延
長
が
お
よ
そ
三
五
〇

余
間

で
、
穴
内
の
石
積
み
一
四
〇
問
、
高

さ
平
均
三
尺
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
中

央
道
の
工
事
の
と
き
途
中
を
掘
っ
て

み
た
の
で
あ
る
が
、
地
下
一
〇
ｍ
ほ

ど
の
ロ
ー
ム
層
の
中
に
、
大
人
の
腰

を
か
が
め
て
通
れ
る
ほ
ど
の
美
し
い

横
穴
が
き
ざ
ま
れ
て
い
て
、
こ
ん
こ

ん
と
澄
ん
だ
真

清
水
が
音
を
た

て
て
通
っ
て
い

た
。
ロ
ー
ム
層

か
ら
は
ず
れ
た

出
口
の
方
は
石

積
み
さ
れ
て
い

た
。こ

の
水
を
使

っ
た
開
田
計
画

は
着
工
と
ほ
と
ん
ど
同
時
の
、
明
治
二
八
年
三
月
か
ら
着
手
さ
れ
た
。
大
泉
川
沿

岸
の
荒
地
を
開
墾
す
る
た
め
、
石
堤
を
築
い
た
。
延
長
一
五
〇
余
聞
、
高
さ
コ

ー

尺
、
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
川
原
の
ほ
か
に
段
丘
上
ま
で
長
い
距
離
を
樋
な
ど

を
使
っ
て
引
水
し
開
田
も
し
た
。
濯
漑
反
別
は
一
町
八
反
歩
で
あ
っ
た
。
こ
の
時

築
い
た
堤
防
の
う
ち
七
〇
間
ほ
ど
が
、
明
治
三
八
年
の
水
害
で
破
壊
さ
れ
た
。

こ
の
横
井
戸
の
工
事
総
経
費
は
四
一
五
〇
円
余
で
、
土
地
買
い
入
れ
金
が
三
六

〇
円
か
か
っ
た
。
こ
の
ほ
か
に
通
水
敷
の
示
談
や
買
い
入
れ
金
も
か
か
り
、
手
続

き
や
運
動
費
も
併
せ
て
二
〇
〇
余
円
か
か
っ
た
。
そ
れ
で
総
計
四
七
一
〇
余
円
と

い
う
、
当
時
と
し
て
は
莫
大
な
費
用
で
あ
っ
た
。

こ
の
横
井
戸
は
中
央
道
の
建
設
の
と
き
他
の
横
井
戸
と
ち
か
っ
て
機
能
保
價
を

求
め
た
の
で
、
現
在
も
湧
水
が
こ
ん
こ
ん
と
流
れ
だ
し
て
い
る
。

㈲
　
東
垣
外
横
井
戸
（
司
‥の
横
井
戸
）

こ
の
横
井
戸
は
二
転
三
転
の
経
過
を
た
ど
っ
た
の
で
資
料
が
よ
く
残

っ
て

い

る
。
掘
削
の
願
い
は
早
く
も
明
治
一
六
年
に
だ
さ
れ
て
い
る
。

横
井
戸
掘
削
御
許
可
願

上

伊

那

郡

南

箕

輪

村

大

泉

耕

地
　

願

人

μび

原
　
　

新
作

唐
沢
伝
之
丞

原
　

政
一

右
原
新
作
所
有
字
東
垣
外
弐
千
五
百
三
拾
四
番
ノ
畑
耕
地
常

二
湿
気
之
有
ル
場
所

二
之
有

り
候
間
横
井
戸
掘
削
イ

タ
シ
候
ワ
バ
必
ズ
湧
水
之
有
ル
モ
ノ
ト
信
認
仕
り
候
果

シ
テ
然
レ

バ
若
干
ノ
畑
田
成
り
出
来
洪
益
ヲ
興

シ
候
間
横
井
戸
試
掘
仕

り
度
ク
勿
論
上
下

水
脈
等

へ

関
係
之
無

ク
候
間
故
障
ノ
筋
等
決

シ
テ
之
無

ク
候
問
御
見
分
ノ
上
御
許
可

成
シ
下

サ
レ
度

ク
絵
図
相
添

工
此
ノ
段
願
イ
上
ゲ
候
以
上

明
治
十
六
年
十
月
八
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
　
　
　
　

原
　
　

新

作
⑩

唐

沢
伝
之

丞
⑩

原
　
　

政

一
⑩
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第 １節　水 を求 めて

耕
地
惣
代
　
酒
井
七
右
衛
門
⑩

清
水
半
十
郎
⑩

南
箕
輪
村
戸
長
　
穂
高
孫
三
郎
隠

長
野
県
令
　
大
野
誠
殿

（
塩
ノ
井
大
東
文
書
）

こ

の
試
掘
願
に
は
図
４
－
2
1
の
よ
う
に
詳
し

い
図
面
が
添
付
さ
れ
て

い
た

。
こ

れ
に
よ
る
と
深

さ
四

丈
一
尺
七
寸
も
竪
井
戸

を
試
掘
し
、

約
五
〇
間

ご
と
に
上

窓

を
二
か
所
あ
け
、
掘

り
込
み
口
で
も
一
丈
七
寸
の
深

さ
に

し
、

そ
れ
か
ら
約
五
〇

畑
田
成
開
墾
地

盤
見
積
几
一
二
町
歩

池

yI ゛｀.

岫

北

東西

一一 ～－～
即 扁 叫 十 云

深
サ

ー
丈
七
寸
一

是

ヨ
リ
横
井
堀
込
長
延

ぺ

上

窓

試
掘

深

サ

二
丈
一
二
尺

二

寸

上

窓

試

堀

一
二

丈

一
二

尺排良 二許尊 徊

岡 十 囮

百

五

十

一
間

日十岡向 川十目卵

佃柵脚武
里叩叫ぺ沓十や蕪

紅川
回　霖葦=

印

∃a

図4-21　 東垣外横井戸図（明治16年）

間

を
掘

り
割

っ

て
、

溜

池

へ
水

を

導

く

よ

う

に

な

っ
て

い
る

。

開

田

面

積

は

三

町

歩

が

予

定

さ

れ

て

い

た

。

こ

の
許
可

は

も

ち

ろ

ん

お
り

て

工

事

に

か

か

っ
た

が

、

意

外

に

困

難

で

経

費

が

か
さ

ん

だ

の
で

施

工

が

で

き

な

く

な

り

、

三

人

の
約

定

は

破

約

に

な

り

、

工

事

は

中

途

で

放

棄

さ

れ

、

そ

の
ま

ま

捨

て

置

か

れ

て

、

む

な

し

く

Ｉ
〇

余

年

が

す

ぎ

た

。明

治

二

九

年

に

な

っ
て

、

原

け

さ

よ

は

父

新

作

の

遺

憾

を
思

い
、

当

時

戸

長

で

こ

の

横

井

戸

に

力

添

え

し

て

く

れ

た

穂

高

に

こ

の

事
業

を
継

承

し

て

も

ら

う

約

定

証

を

か

わ

し

た

。

そ

れ

は

湧

水

の

三

分

の

一

を

地
代

と

し

て
原

氏

へ
、

三

分

の

二

を

穂

高

氏

に

と

い
う

条
件

で

あ

っ
た

。

約
定

証

明
治
十

六
年
中
字
東

垣
外
畑
地

へ
…
…
…
…
一一一
名

ニ
テ
掘
削
致

シ
候
処
意
外
ノ
費
用
相
嵩

ミ
迪

モ
履
行
出
来
兼
右
三
名

ノ
約
定
（

破
約

二
相
成
り
其

ノ
エ
事
放
棄
致

シ
其
値
捨
テ
置

キ
候

二
付

キ
父
新
作
実

二
遺
憾
少
ナ

カ
ラ

ズ
依
ツ
テ
今
般
貴
殿
卜
示
談
ノ
上
掘
削
方
一
任

シ
成
功

ノ
上
（

湧
水
ノ
三
分
一
小
生
方

へ
地
代
ト

シ
テ
受
取
り
残
リ
三
分
ノ
弐
（

貴
殿
へ

御
白
由

二
成
サ

ル
可

ク
候
尤
モ
以
後
ノ
費
用
（

貴
殿
方

ニ
テ
悉
皆
御
償
イ
成
サ

ル
可

キ
事

且
ツ
該
横
井

戸
井
ビ

ニ
井
筋

二
係

ル
地
所
潰
地
等
（

何
様

二
相
成
り
候
共
永
遠
聊
苦
情
申

ス
間
敷

ク
候
之

二
依
ツ
テ
前
記
御
指
令
書
相
添

工
保
証
人
連
署
約
定
書
依

ツ
テ
件
ノ
如

シ

明
治
二
十
九
年
二
月
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

南
箕
輪
村
本
人
　

原
け
さ
よ
⑩

保
証
人
　
原
　

新
作
⑩

同
村
　

塵

局
孫
三
郎
殿

（
塩
ノ
井
大
東

文
書
）

こ

の

よ

う

に

し

て

、

こ

の
横

井

戸

は

明

治

二

九

年

に

は

穂

高

氏

に

譲

渡

さ

れ

た

。こ

の

約

定

が
成

立

し

た

Ｉ
か

月

後

に

は
、

工

事

が

再

開

さ

れ

た

。

横
井

戸
工

事
請
負

証

お り

５

０

９



第４章　水と村 の生活

て

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
大
泉
耕
地
字
東
垣
外
畑
原
け
さ
よ
所
有
地
へ
横
荘

戸
開
削
仕
様

左

二

Ｉ
、
横
井
戸
長
サ
延
百
聞
開
削
ノ
事

第
一
工
事
　

長
サ
延
五
拾
関
掘

り
割

り
八
寸
深
サ
六
寸
石
ニ
テ
両
側

へ
石
ヲ
伏
セ
石

ノ
甲
蓋
ヲ
掛
ケ
苦
土

ニ
テ
埋

メ
其
上

へ
作
土
ヲ
平
ニ

ス
ル
コ
ト

第
弐
工
事
　

長
サ
延
廿
間
横
井
戸
ヲ
開
削

ス
ル
コ
ト

第
参
工
事
　

旧
横
井
戸
ノ
内
ヲ
浚
ウ
事

第
四
工
事
　

流
上

ヨ
リ
流
末
旧
堤
迄
滞
ナ

ク
流
水
致
サ

ス
ペ
ク
候
事

…
…
若

シ
該
工
事

二
付

キ
不
都
合
ノ

カ
所
之
有
り
候
ワ
バ
御
指
揮

二
随
イ
取
り
繕
イ
エ

事

成
功
致

ス
可

ク
之

二
依

り
請
負
ノ
証
件
ノ
如

シ

南
箕
輪
村
　

唐
沢
九
十
蔵

明
治
二
十
九
年
三
月
十
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
積
馬
治
郎

唐
沢
駒
次
郎

穂
高
孫
三
郎
殿

（
塩
ノ
井
大

東
文
書
）

こ

の
請

負

証

に

よ

る
と

、

三

人

で

横

井

戸

は
大

方

で

き

あ

か

っ
て

い
て

、

掘

り

込

み

口

ま
で

永

は
き

て

い

た
が

、

そ

の
後

の
漏

水

が

ひ

ど

か

っ
た

の

か
、

第

一

期

工

事

と

し

て

そ

の
掘

り
割

り

の
漏

水

を

防

ぐ

た

め

、

両

側

へ
石

を

ふ

せ

石

の
ふ

た

を

し

て

苦

土

で

埋

め
て

そ

の
上

を

作

土

で

平

ら

に

す

る

こ

と

を

請

け

負

わ
せ

た

。

そ
し

て

更

に

水

を

増

や

す

た

め
二

〇

間

の
横

井

戸

を

掘

り

、

横

井

戸

の

内

を

浚

い
、

流

上

か
ら

流

未

ま

で

の
流

水

の
通

り

を

よ

く

す

る

よ

う

に

し

て

い
る

。

こ

の

工

事

費

が

金

五

〇

円

で

あ

っ
た

。

こ

の
工

事

の
掘

削

賃

は

、

さ

き

の
請

負

証

に

工

事

期

ご

と

に

詳

し

く

規

定

さ

れ

て

い
る

が

、

四

月

に

は

早

く

も

三

八

円

支

払

っ
て

い
る

。

こ

の
額

は

最

終

の

第

四

期

工

事

が

含

ま

れ

て

い
る

の
で

ほ

と

ん

ど

完

成

と

み

て

よ

い
。

水

の

少

な

か

っ

た
大

泉

で

は
、

こ

の
成

否

が
未

だ
定

ま

ら

な

い
横

井

戸

の

水

を

使

っ

て

水
ｍ

に

す

る

契

約

が

成

立

し

て

い
た

。

契
約

ノ
証

本
村
原

新
作
殿
所

有
地
へ
今
回
貴

殿
二
於
テ
横
井
戸
開
削
候

二
付

キ
該
横
井
戸
ノ
出
水
ヲ

以

テ
畑
田
成
り
取

り
拵

工
候

二
付

キ
約

定
ス
ル
左
二

て

畑
田

成
　
反

別
壱
反

歩
卜
定
メ
　

水
税
金
六
拾
円

也

此
内
訳

二

金
三
拾
円

也
　
　

本
年
成
功

ノ
上
渡

ス
可

キ
事

一
、
金
　
拾
円

也
　
　

本
年

十
二
月
三

十
日
払

ウ
可

キ
事

て

金
　
拾
円

也
　
　

明
治

三
年
十
二
月
三
十
日
払
ウ
可

キ
事

一
、
金
　
拾
円

也
　
　

明
治

三
十

一
年
十
二
月
三
十
日
払
ウ
可

キ
事
　

、

右

ノ
通
り
約

定
候
上
（

相

互
二
違

背
致

ス
間

敷
ク
候

後
日
ノ
為
契
約
致

シ
候
処
件
ノ
如

シ

明

治
廿
九
年

三
月
十
目

同

村
　

穂
高
孫
三
郎
殿

南
箕
輪
村
受

人
　
田
中
喜
代
⑩

原
　

吉
文
⑩

（
塩

ノ
井
大
東
文
書
）

も

し

成

功

し

た

ら

と

い

う

こ

と

で
、

こ

れ

だ

け

の
契

約

が

す

で
に

成

立
し

て
、

こ

の
横

荘

戸
の

前

途

は
明

る

か

っ

た

。

さ

て

、

こ

の
横

井

戸

は

ま

た

も

と

の

さ

や
に

納

ま

る

よ

う
に

な

っ

た

。

そ

れ

は

出

羽

沢

岩

次

郎

を
介

し

て
、

原

新

作
方

へ
返

却

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

。

そ

の
代

金

は
不

明

で

あ

る

が
証

書

は

残

っ

て

い

る

。

売
渡

シ
証

書

去
ル
明

治
廿
九
年
中
貴
殿

養
父
新
作
殿

ヨ
リ
依
頼
ヲ
請

ケ
同
人
所
有
地
字
東
垣
外
へ
横
井

戸
掘
削
致

シ
候
処
今

般
出
羽
沢
岩
次
郎
殿

売
渡

シ
代
金
正

二
請
ケ
取

り
申

シ
候
　

然

ル
上

（

拙
者

方
二
於
テ
決

シ
テ
苦
情
之
無

ク
候
間
貴
殿

ノ
御
自
由

二
御

進
退
成
サ

ル
可

ク
候
後

日

ノ
為
横
荘

戸
売
渡

シ
証

書
件

ノ
如

シ

明

治
三
十

一
年

八
月
三
十
日

南
箕
輪
村
　

売
主

請
人

穂
高
孫
三
郎

有
賀
　

岩
蔵

卯 θ



水を求 めて１節第

同
村
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

請
人
　

原
　
　

古
文

（
マ
マ
）

原
　

朝
次
郎
殿

（
塩
ノ
井
大
東

文
書
）

こ

の
水

田

の
計

画

と

は

別

に

、

一

生

を

か

け

て

水

を

求

め

て

き

た

原

家

は

、

と

も

か
く

も

こ

の
成

功

を

喜

ん
で

、

水

神

祭

を

す

る

か

ら

と

工

事

の
引

継

者

穂

高

に

招

待

状

を

だ
し

て

い
る

。
な

お
四

月

二

五

日

水

神

祭

に

は
今

後

毎

年

招

待

す

る

契

約

を
し

て

い

る

。

そ

の
水

を
求

め

て
得

た
と

き

の
喜

び

の

ほ

ど
が

察

せ

ら

る
契

約

書

で

あ

る

。

契
約

書

て

去
ル
明

治
弐
拾
九
年
拙

者
養
父
原
新
作
ヨ
リ
貴

殿
方
へ
横
井
戸
掘

削
方
ヲ
依
頼
致

シ

字
東
垣
外
へ
掘
削
成
サ
レ
候
処
湧
水
之
有

ル
ニ
附

キ
今

般
出
羽
沢
岩
次
郎
殿
ヲ
以

テ

示
談
相
整
イ
悉
皆
買
イ
請
ケ
候

二
付
キ
紀
念
ト
シ
テ
年
々
四

月
二
十
五
日

ヲ
期

シ
水

神
祭
典
執
行
致
ス
可

ク
候
当
日
（

貴
殿
方

二
必
ズ
御
報
知
仕

ル
可

ク
候
後
日

ノ
為
契

約
書
差

シ
出

シ
置
キ
候
処
働

ツ
テ
件
ノ
如

シ

明
治
参
拾
壱
年
九
月
廿
四
日
　
　
　
　

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
　

原
　
　

浅
次
郎
⑩

立
入
人
　
　
　
　
　
　

出
羽

沢
岩
次
郎
⑩

穂
高
孫
三
郎
殿

有
賀
　

岩
蔵
殿

原
　
　

吉
文
殿

（
塩
ノ
井
大
東
文
書
）

こ

れ
に

よ

っ

て
、

こ

の
横

井

戸

は
明

治

ご
二

年

九
月

現

在

で

成

功

を
納

め
て

湧

水

が

あ

り
、

も

と

の
原

浅
次

郎

の
も

と

へ
戻

っ

た

こ

と

が

わ

か

る

。

た

だ
し

、

こ

れ

は

一

応

の

成

功

で

そ

の

後
開

田

し

た
記

録

は

な

い

。
今

で
も

西

天

開

田

地

帯

に

そ

の

湧

水

が

ふ

き

だ

す

こ

と

が

あ

っ

て
、

こ

こ
に

横

井

戸

の

あ

っ

た

こ

と

を
知

ら

せ

て

い
る

に

す

ぎ

な

い
。

㈲
　

ム
ク

リ

横

井

戸

こ

れ

は

大

泉
北

部

に

あ

る
横

井

戸

で

な

か

な

か
大

規

模

の

も

の

で

あ

る

。
南

箕

輪
村
一
八
〇
〇
番
字
ム
ク
リ
の
山
林
、
田
中
氏
所
有
地
か
ら
掘
削
、
延
長
実
に
二

六
八
間
で
あ
っ
た
。

起
業
者
は
、
情
水
藤
四
郎
・
清
水
嘉
伝
治
・
唐
沢
兼
蔵
・
唐
沢
市
太
郎
・
ｍ

中

朝
雄
・
唐
沢
要
太
郎
・
出
羽
沢
為
十
郎
・
唐
沢
為
蔵
・
出
羽
沢
今
朝
市
・
清
水
卯

兵
衛
の
Ｉ
〇
名
で
あ
っ
た
。

当
時
の
惣
代
清
水
卯
兵
衛
の
大
正
二
年
の
報
告
に
よ
る
と
、
明
治
三
五
年
か
ら

開
田
に
着
手
し
、
明
治
四
一
年
ま
で
に
、
水
田
一
町
九
反
余
歩
が
水
田
と
な
っ
て

い
る
。

３
　
大
泉
の
深
井
戸

飲
用
水
と
し
て
前
述
の
上
井
・
下
井
を
用
い
た
長
い
年
月
が
す
ぎ
た
。
江
戸
時

代
末
期
に
な
る
と
、
井
戸
が
ぽ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
井
戸
水

も
涸
れ
る
こ
と
が
多
く
、
村
内
を
井
堰
の
水
が
通
る
と
井
戸
水
も
多

く
な
っ
た

が
、
そ
の
水
が
通
ら
な
い
時
は
す
ぐ
涸
れ
て
し
ま
っ
た
。

井
戸
の
水
が
涸
れ
る
と
、
水
の
涸
れ
な
い
井
戸
へ
各
戸
で
も
ら
い
水
に
い
く
の

で
、
そ
の
井
戸
も
二
大
二
日
で
涸
れ
る
。
今
度
は
横
井
戸
ま
で
水
汲
み
に
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
六
問
～
八
間
も
あ
る
深
井
戸
か
ら
水
を
汲
み
あ
げ
る
こ

と
と
、
一
迫
も
離
れ
た
横
井
戸
か
ら
水
を
運
ぶ
仕
事
は
、
大
泉
の
嫁
や
婦
人
た
ち

の
仕
事
で
重
労
働
で
あ
っ
た
。

け
じ
め
三
か
所
に
し
か
な
か
っ
た
大
泉
の
井
戸
の
経
営
は
全
く
共
同
体
の
も
の

で
あ
っ
た
。
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
の
「
井
戸
人
足
日
記
帳
」
に
よ
れ
ば
、
市

場
の
井
戸
仲
間
と
思
わ
れ
る
二
五
名
が
三
日
ず
つ
人
足
に
で
て
七
五
日
分
の
仕
事

を
し
て
い
る
。

荘
戸
人
足
日
記
帳
（
安
政
四
才
已
二
月
吉
日
）

磯
兵
衛
　
　
五
目
、
十
七
日
半
、
十
八
日
半
、
十
九
日

新
兵
衛
　
　
五
日
、
十
七
目
半
、
十
九
日
馬
人
出

孫
八
　
　
　
九
日
、
十
一
目
、
廿
目

邦7



第４章 水と村の生活

（
以

下

二

二

名

略

）

（
ま
る
や
文
言

こ

の
と
き
井
戸
縄
を
し
め
て

い
る
。
こ
れ
は
総
計
壱
貫

コ
（

○
匁
の
費
用
を
か

け
て
「
与
左
衛
門
宅

ニ
テ
」
藤
七
以
下

六
人
で
、
井

戸
縄
を
よ

っ
て

い
る
。
こ
の

時
に
新
し
く
井

戸
を
掘

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

万

延
元
年

（
一
八
六
〇
）
の
「
井
戸
入
用
書
留
帳
」
に

よ
る
と
、
世

話

人

を

四

人

こ
し

ら
え
、

そ
の
費
用

を
分
担
し

て
い
る
。
費
用

は
均
等
で
な

く
三

二
九
文

が

五
人
、
二
四
六
文
が

Ｉ
〇
大
、
一
六

一
文
が

九
人
と
な

っ
て
い
る
。
そ

の
内
容
は

「
覚
」

の
よ
う
で

あ
っ
た
。

覚

一
、
金
　
弐
分
壱
朱
　
　
　
井
戸
げ
た
代

一
、
銭
　
四
百
匁
　
　
　
　
釣
べ
代

て

銀
　
四
匁
弐
分
五
厘
　
鉄
だ
が
代

て

銭
　
弐
拾
四
文
　
　
　
同
断
（
は
そ
ん
）

一
、
銀
　
五
匁
　
　
　
　
　

い
か
り
代

て

銭
　
弐
百
文
　
　
　
　
井
戸
が
へ
代

て

銭
百
七
拾
弐
文
　
　
　
酒
壱
升

一
、
銭
弐
拾
弐
文
　
　
　
　
縄
絨
代

（
ま
る
や
文
書
）

安
政
四
年
（
一
八
五
言

に
七
五
日
も
要
し
た
井

戸
が
、
た

っ
た
三

年

後

に

ま

た
こ
れ
だ
け
の
労
費
を
要
し
た
こ
と
は
、
井

戸
の
維
持
管
理
の
む
ず
か
し
さ
を
語

っ
て
い
る
。

図
４
－
2
2
は
明
治
四

二
年

の
大

泉
の
井
戸

の
図

で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
多
く
の
井

戸

を
ほ
っ
て
水

を
求

め
た
の
で
あ
る
が
、
夏
期

は
水
の
涸

れ
る
井

戸

が

多

か
っ

か
。

図4-22　 大泉の井 戸（明治42年 ５月15 口調）（大泉中西文書 ）

匈
　
沢

尻

と
水

１
　
沢
尻
の
水
不
足

沢
尻
は
鳥
谷
川
ぞ
い
の
村
で
、
古
く
か
ら
あ
っ
た
村
で
あ
る
が
、
途
中
で
亡
村

の
憂
き
目
を
み
た
数
奇
の
運
命
を
た
ど
っ
た
村
で
あ
っ
た
。
鳥
谷
川
は
も
と
も
と

水
量
が
少
な
い
上
に
、
大
泉
川
と
同
じ
伏
流
す
る
川
な
の
で
、
沢
尻
は
水
の
乏
し

い
、
水
に
苦
労
し
た
村
で
あ
っ
た
。
古
く
宮
島
氏
の
栄
え
た
村
で
あ
る
の
に
、
文

邦2



第１節　水 を求 めて

禄
元

年
（
一
五
九
二
）
か
ら
約
六
〇
年
余
も
亡
村
と

い
う
運
命
を
に
な

っ
た
の
も
、

水
が
乏
し

く
人

の
住
み
に

く
い
所
と

い
う
理
由
が
有
力
で
あ

っ
た
か

と

思

わ

れ

る
。沢

尻

の
村
人

は
明
治
初
年
に
横
井
戸
を
掘

っ
て
水
不

足
を
解
消
し
。よ

う

と

し

た
。
む

ろ
ん
鳥
谷
川
の
水
は
あ
て
に
な
ら
な

い
。
井
戸
水
で
生
活
し
て

い
る
が
、

年
に
よ

る
と
八
丁

余
り

の
坂
道
を
小
沢
川
ま
で

い
っ
て
汲

み
揚
げ
な
け

れ
ば
な
ら

な

い
。
こ

の
横
井
戸
は
今
あ
る
出
口

か
ら
月
見
松

へ
向

か
っ
て
掘
り
こ
ん

だ
と

い

う

。
西
天

の
開
田
工
事
以

前
は
点

々
と
五

か
所
位
に
竪
穴
が
あ

っ
た

。
こ

の
横
井

戸
は
「
モ
ッ
コ
」
で
か

つ
い
で
運
び
だ
し
た
の
で
横
穴
は
相
当
大
き
く
掘

っ
て
あ

っ
た
。
当
時
は
水
が
相
当
量
出
て
水
田

を
造
る
用

意
を
す
る
ほ
ど
で
あ

っ
た
が
、

そ
の
後
水
脈
が
変

わ
り
季
節
水
の
み
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
そ
こ
で
次
の
計
画

が

で
き

た
。

明

治
一
四

年
に
出
さ
れ
た
「
横
井

開
削
御
願

い
」
に
は
、
用

水
に
用

い
る
べ
き

川

は
な
く
、
皆
井
戸

水
で
生
活
し
て
い
る
こ
と
、

そ
の
井
戸

水
が
か
れ
る
と
八
丁

余
り
隔

っ
た
小
沢
川

の
水
を
汲

み
楊
げ
て
よ
う
や

く
生
活
し
て
い
る
こ
と
、
非
常

火
災
の
時

は
消
防
の
術

が
な
い
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。

こ
の
訴
え
に
も
あ
る
よ
う
に
、
従

来
の
沢
尻
の
飲
用

水
は
井
戸
に
頼

ら
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。
井
戸

は
貴

重
で
あ
り
、

簡
単
に

は
造
れ
な
か
っ
た
。
「
長
者
の
井
」

が
古
絵
図

に
記

さ
れ
て
、
宮
島

氏
宅
跡
と
と
も
に
、
井
戸

の
重
要

性

を

思

わ

せ

ま
た
古

い
字
名
の
中

に
「

水
汲

ミ
坂
」
が
あ
る
の
も
、
小
沢
川

か
ら
の
水
汲
み

を
た
び
た
び
し
な
け
れ
ば
飲
用

水
に
事
欠
い
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

さ
て
こ
の
横
井
戸

で
あ
る
が
、
多

く
の
村

が
主
と
し
て
田
用
水
に
掘

っ
た
の
に

沢
尻
で
は
飲
用

水
を
ま
ず
目

的
と
し
た
。

横
井
開
削
御
願

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
　
沢
尻

右
沢
尻
ノ
儀
（

従
来
用
水
二
用

ウ
可

キ
河

流
之
無
ク
悉
皆
井
戸
水
ヲ
以
テ
炊

煙

二

供

用

仕

り
婉
処
涸
旱
年

二
至
リ
テ
（

八
丁
余

り
相
隔

り
婉
小
沢
川

ノ
水
ヲ
汲
ミ
楊
ゲ
漸

ク
生
活

罷
り
在
り
不
如
非

常
火
災

等
ノ
節
（

消
防

ノ
術
之
無

ク
困
苦
罷

り
在

り
婉
然

ル
ニ
耕
地
内

池

上
甚
五
右
衛

門
所

有
地
字
南
原

林

二
水
路
発
見

婉
間
横
井
戸
開
削

ノ
義
願
イ
上
ゲ
奉

り

婉右

事
項

二
付
キ
所
有
主
及

ビ
隣

地
（

勿
論
耕
地
内

一
同
故

障
之

無
ク
候
間
御

許
容
下

シ
置

カ
レ
度
ク
之

二
依
り
別
紙
図
面

井
ビ
ニ
潰

レ
地

一
筆
限

り
帳
相
添

工
此
ノ
段
懇
願

シ
奉

り

婉
以

上明
治
十
四
年
二
月
十
五
日
　
　
　
　
　
　

右
沢
尻
耕
地
　

願
人
　
加

藤
善
四

郎

″
　

唐

沢
紋

治
郎

地

主
　
池
上
甚

五
右
衛
門

隣
地
惣
代
　

唐
沢

金
太
郎

長

野
県
令
　

楢
崎
寛
直

殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

耕
地
惣
代
　

有
賀
福
太

郎

（
役
場
文

書
）

沢尻の 横井戸水 路と鉄管( 鉄管 で水道用水 とした)図4-23

ま
た
大
正
に
な
っ
て
、
新
し
い
横

井
戸
を
掘
っ
だ
。
こ
れ
は
鳥
谷
川
ぞ

い
に
掘
っ
だ
の
で
水
が
で
た
。
一
度

に
多
量
の
水
は
出
な
か
っ
た
が
、
一

年
中
水
が
た
え
な
い
の
で
沢
尻
の
人

の
生
命
の
水

で
あ
っ
た
。
松

の
木

で
木
管
を
造
り
水
道
を
早
く
か
ら
ひ

い
た
。
昭
和
初
期
に
な
っ
て
そ
れ
を

鉄
管
の
施
設
に
替

え
た
。
こ

の
鉄

管
水
道
で
沢
尻
の
ほ
と
ん
ど
全
戸
が

水
道
を
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当

時
と
し
て
は
立
派
な
計
画

で

あ
っ

た
。

4 卵



第 ４章　水 と村 の生活

こ
の
水
道
も
そ
の
後
の
地
下
水
の
変
化
に
よ
っ
て
水
が
涸
れ
た
の
で
、
下
流
の

伊
那
市
と
交
渉
し
て
、
昭
和
三
六
年
か
ら
沢
尻
全
戸
が
伊
那
市
の
補
償
水
道
（
簡

易
水
道
）
へ
加
入
し
、
飲
用
水
の
不
自
由
さ
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
昭
和
四
九
年
四

月
か
ら
は
伊
那
市
営
浄
水
道
下
に
入
り
、
ま
す
ま
す
よ
い
水
を
飲
め
る
よ
う
に
な

っ
た
。

２
　
田
用
水
計
画

飲
用
水
に
苦
労
し
て
い
る
沢
尻
に
も
田
用
水
の
計
画
が
あ
っ
た
。「
中
興
用
水

断
絶
二
付
キ
用
水
引
採
り
御
願
イ
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
お
願
い
に
は
沢
尻
の

昔
か
ら
と
き
お
こ
し
、
そ
の
用
水
不
足
の
実
情
を
訴
え
て
い
る
。

中
興
用
水
断
絶
二
付
キ
用
水
引
キ
採
り
御
願
イ

（
マ
マ
）

…

…
…

…
漸

ク
共

有

井

戸

ヲ
以

テ
活

命
致

シ
水

利

事
機

ヲ
求

ム
ト

雖

モ
水

行

絶

エ
テ

往

古

沢
尻

ノ
地
利
移

り
易

シ
衣
類
洗
濯
等

二
（

七
、

八
町
南

へ
越

工
小
沢
川
迄
運
搬

シ
非
常
火

災
等
ノ
節
（

帝
狼
狽

シ
消
防
ノ
策
ヲ
尽

ス
ノ
術
ナ

ク
誰

力
愛
憐
ヲ
想
ワ

ン
是
ヲ
看
是
ヲ
聞

ク
毎

二
供
手
嘆
息
累
心
ヲ
焦

シ
胸
ヲ
痛

ム
ト
雖
モ
カ
及
バ
ズ
…
…
…

（
大
和
手
文
書
）

こ

の
窮

状

を
訴

え

た

の
ち

、

今

や

明

治

の
御

維

新

に

あ

た

っ
て

従

来

の
古

い
慣

行

は
と

も

あ

れ
、

有

を

も

っ
て

無

に

通

ず

る
よ

う

に

、

小

沢

川

か
ら

の
引

水

堰

を

認

め
て

ぼ
し

い
と

、

南

箕

輪

全

耕

地

の
代

表

が

連

名

で

、

次

の
よ

う

に

お

願

い
し

て

い

る

。

今

ヤ
御
維
新
ノ
明
治

二
鷹
り
遠
キ
ヲ
聞

キ
近
ク
ヲ
視

ル
ニ
有
ヲ
以

テ
無

二
通
ズ
新
堰
或
（

畑
（

田
卜
変
ル
ノ
光
景
彼
ノ
小
民

二
於
テ
モ
用

水
ノ
儀
（

心
機

ヲ
労

ス
ル
ノ
際
今
般
村
落

合
併
相
成
り
情
実
見
ル
ニ
忍
ビ
ザ
ル
次
第

二
存
ジ
奉

り
候
何
卒
格
別

ノ
御
憐
察
ヲ
以
テ
字

北
沢
南
沢
合
流
小
沢
川

ヨ
リ
何
分

ノ
水
利

相
立
テ
以

テ
非

常
火
災
ヲ
防

禦
シ
彼
ノ

ー
小
部

卜
雖
モ

ー
般
ノ
御
保
護

二
洩
レ
ザ
ル
様
偏

二
懇
願

シ
奉

り
候
且

ツ
用

水
路
ノ
儀
（

伊

那
村

ノ
内
平

沢
用

水
尻
ヨ
リ
引

キ
採
り
候
様
仕

り
度

ク
依

ツ
テ
絵
図
面
相
添

工
差

シ
上
ゲ
奉

り

候

明
治

八
年

七
月

八
日
　
　
　
　

謹

言
　
第
十

七
大
区

九
小
区
南
箕
輪
村

九
つ

有
村

西

じＩ

レ

丁南

副
戸
長

戸 同 同 同 同
長

有
賀
　

光

彦
⑩

原
　
　

新
五

⑩

倉
田
　

三
郎

…

有
賀
　

誠
二

⑩

清
水
平

一
郎
⑩

高
木
　

省
三
⑩

図4-24　 沢尻の用水計画

筑
摩
県
権
令
　
永
山
盛
輝
殿

夭

和
手
文
書
）

こ
の
よ
う
に
南
箕
輪

の
戸
長
以
下
五
名

の
副
戸
長
が
、
こ

の
小
耕
地
を
見
る
に

見

か
ね
て
お
願

い
し

た
。
そ
の
計
画

は
平
沢
用
水

の
尻
を
、
沢
尻
に
引
こ
う
と

い

う
お
願

い
で

あ
っ
た
。
こ

の
こ

ろ
あ
ち
こ
ち

の
新
井
堰
が
慣
行
水
利
権
と

い
う
固

い
殼

を
破

っ
て
許

さ
れ
て
い
た
。
沢
尻
で
も
本
山
さ
ま
と

い
う
筑
摩
県

の
属
吏
に

お
願

い
し

た
と
古
老

は
伝
え

て
い
る
。
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水 を求 めて１ 節第

そ
の
結
果

は
、

は
っ
き
り
文

書
に

は
な
い
が
、

ど
う
も
許

さ
れ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
つ
い
に
畑

を
田
に
変
え

よ
う
と

す
る
願

い
は
実

ら
な

か
っ
た
。

た
だ
、

そ
の
時

の
引

水
計
画

の
図
面

だ
け

が
図
４
－
2
4
の
よ
う
に
残

っ
て
い
る

だ
け
で
あ
る
。

匈
　
開
拓
地
の
求

め
た
水

北
原
区
・
大
芝
区
・
南
原
区

の
開
拓
地

は
、
も
と
も
と
水

の
な

い
と
こ

ろ
へ
の

入

植
で

あ
っ
た
の
で
水

を
求

め
る
に

は
筆
舌
に

つ
く
し
が

た
い
苦
闘
を
し

た
。
そ

れ
は
開
拓
地

の
存
亡

を
か
け

た
も

の
で

あ
っ
た
の
で
開
拓
と
切
り
離
せ
な

い
。

開
拓
地

の
求

め
た
永
に

つ
い
て

は
、
「
第

七
章
第

二
節
二
、
入

植
に
よ
る
開

拓
」

に
詳
述
し
、
こ
こ
で

は
省
略
し

た
。

三
　

段

丘
沿

い

の

村

々

と

水

】
」
　段
丘
ぞ
い
の
湧
水

南
箕
輪
の
村
々
に
は
、
自
然
の
湧
水
に
め
ぐ
ま
れ
た
段
丘
が
、
南
北
に
連
っ
て

い
る
。
こ
こ
は
、
朝
日
を
う
け
見
は
ら
し
も
よ
く
天
竜
川
の
水
害
も
直
接
う
け
る

こ
と
の
な
い
、
住
む
に
快
適
な
地
で
あ
る
。
こ
の
段
丘
に
浪
々
と
湧
き
出
す
水
を

求
め
て
き
た
村
々
が
、
久
保
村
、
塩
ノ
井
村
、
北
殿
村
、
南
殿
村
、
田
畑
村
、
神

子
柴
村
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
村
々
は
、
飲
用
水
に
こ
と
欠
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
が
、
よ

り
近
く
水
を
求
め
た
い
と
か
、
田
用
水
を
少
し
で
も
多
く
求
め
よ
う
と
す
る
努
力

は
重
ね
ら
れ
て
い
た
。

段
丘
ぞ
い
の
村
々
の
飲
用
水
と
田
用
水
は
次
表
の
よ
う
に

い
く
筋

か
あ
っ

た
。こ

の
表
４
－

８
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
村
々
の
飲
用
水
は
そ
の
村
う
ち
か
ら
の

出
水
で
あ
り
、
そ
の
出
水
で
不
足
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
た
だ
そ
の

出
水
を
田
用
水
に
も
使
う
の
で
、
流
末
で
は
水
が
汚
濁
す
る
と
い
う
紛
争
が
久
保

と
田

畑

の
北

割

に

起

こ

っ
て

い
る

だ

け

で

あ

る

。

田

用

水

に

つ

い

て

は
、

こ

の
表

で

は

は

っ

き

り
し

な

い

が
、

次

の

よ
う

な

紛

争

が
起

こ

っ

た

が
、

多

く

は
裁

判

に

ま

で

至

ら

な

い

で
仲

介

人

で
解

決

し

て

い

る

。

田
　

天
竜
川

か
ら

の
引
水

は
、
上
流

の
村

か
ら

で
な
け

れ
ば
で
き

な
い
の
で
、
上
流

の
村

と
の
紛
争

。

②
　
天
竜
川

・
大

泉
川

で
の
対
岸

の
村

と
の
紛
争

。

表4-8　 段丘ぞいの 村々の用水

区 飲　　 用　　 水 田　　　 用　　　 水 出典(年号)

久　保

塩 ノ井

北　殿

南　殿

田　畑

神子柴

村上 林ﾉ 根ﾉ 出水　 （

村内ﾉ 出水 （上･ 下）（

駒形 明神ﾉ 出水　　　丿

村内ﾉ 出水　　　　　｜

初沢洞 出水　　　　　｜

大清水川出水　　　　｜

・北沢・南沢・滝 ガ沢

・上井・下井

・栃 ケ洞

・北沢・南沢・滝 が沢

・久保村ノ沢々ノ水

・中井沢・北ノ沢

・天流川井 ・笠 田井

・横井戸（八幡宮）

・大泉川井 （４か所）

・天竜川・くろ川

・横井戸（八幡森 ）

・初沢井

・黒川・天竜川（沖河原）

・大泉川井

・北清水沢

・半 沢井 （小中沢・大中沢）

・天竜井 （向河原井・前川 原井）

・大清水川井

・溜井・横井戸

久保村明細帳

(天保９年)

大南文書

(天保９年)

北殿区有文書

(天保９年)

南殿村差出帳

(元禄12年)

御普請明細帳

(元文 ３年)

御普請明細帳

(元文 ３年)

卯5



第４章 水と村の生活

図4-25　 久保の用水（下井）水神様の下から湧水

㈲
　
同
一
水
系
の
分
水
の
紛
争
（
半
沢

井
）

こ
う
し
た
水
の
紛
争
は
、
村
々
が

よ
り
多
く
の
水
を
求
め
る
た
め
に
起

こ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
の
二
、

三
に
つ

い
て
記

す
。

已
‥
　
水
を
求
め
る
紛
争

１
　

久
保
の
飲
用
水

用

水
に
恵
ま
れ
て

い
た
久
保
で
も

飲
用

水
に
不

足
を
き
た
し
て
、
豊

富

な
水
源

の
滝
が
沢
か
ら
水
を
ひ
く
こ

と
に
な

っ
た
。

二

村
方
銘
々
呑
用
水
不
足
ニ
テ
難
儀

二
付
キ
滝
ノ
沢
水
上
ヨ
リ
井
水
ノ
義
一
統
相
談
ノ
上
渡

シ
方
壱
間

二
付

キ
銀
七
分

ヅ

ツ
ニ
相
極
り
申

シ
候

右
掘
賃
ノ
義
（

相
談
ノ
通
り
山
ノ
神
村
林

来
春
（

早
々
売
払
イ
掘

り
賃

二
払
イ
渡
シ

候
儀
一
統
承
知

二
御
座
族
猶
又
末
々
如
何

様
六
ケ
間

敷
義
出
来
奴
共
用

水
ノ
儀

二
御

座
候
ヘ
バ
急
度
雑
用

出
金
仕

ル
可

ク
候

右

一
統
ノ
承
知
ノ
連
印
仕

り
候
所
相
違
御

座
無
ク
候
以

上

文
化
十
三
年

子
極

月
日

庄

三
郎
　

毎

（
以

下

三

九

名
印

）

名

主

弥

五

衛

門

（
久

保

大

束

文
書

）

こ
の
よ
う
に
村
中

で
相

談
し
て
引
水

を
含
め
、

そ
の
費
用

は
村

の
林

を
売
っ
て

ま
か
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対

し
て
北
殿

か
ら
故
障

が
で
て
き
た
。
北
殿

で
は
滝

ガ
沢

の
出
水

は
黒

川
井
と
と
な
え
て
往
古
か
ら
田
用
水
と
し
て
い
る
。
こ
の
た
び
久
保
が
心
得
ち
が
　

６

い
に
も
新
規
に
溝
を
掘
っ
て
い
る
゜

数
度
掛
け
合
い
に
及
ん
だ
が
ヽ
ら
ち
が
あ
か
　
卯

な
い
。
久
保
村
の
役
人
ど
も
を
呼
び
だ
し
て
こ
の
溝
を
潰
し
て
ほ
し
い
、
こ
れ
が

北
殿
村
の
主
張
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
久
保
村
で
は
、
先
年
か
ら
飲
用
水
が
不
足
が
ち
で
あ
っ
た
が
、

近
年
格
別
渇
水
で
困
っ
て
い
る
の
で
、
滝
が
沢
か
ら
の
流
水
を
引
き
取
っ
た
。
こ

の
出
水
は
北
殿
村
ば
か
り
の
用
水
で
は
な
く
久
保
村
の
古
田
に
も
引
用

し

て

い

る
。
ま
た
滝
ガ
沢
の
水
全
部
を
引
き
取
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
北
殿
村
の
古
田
に

差
障
り
に
な
る
こ
と
は
な
い
、
こ
れ
が
久
保
村
の
主
張
で
あ
る
。

そ
こ
で
飯
島
宿
の
所
兵
衛
と
松
島
村
の
七
郎
右
衛
門
が
立
ち
入
り
、
内
済
証
文

が
取
り
か
わ
さ
れ
た
。
秋
の
彼
岸
か
ら
八
十
八
夜
ま
で
、
引
水
を
み

と

め
ら
れ

た
。
文
化
一
四
年
（
一
八
一
言

の
こ
と
で
あ
る
。

取
為
替
シ
申
ス
内
済
証
文
ノ
事

此
ノ
度
久

保
ニ
テ
掘

り
立
テ
候
新
規

溝
ノ
儀
（

秋
彼
岸

ヨ
リ
春

八
十

八
夜
迄
水

引

キ
入

レ
夫
ヨ
リ
惣

方
先
規

二
従

ツ
テ
引

キ
来

り
候
往
還
下
古
田
用
水
入

り
用
ノ
時
節
（

Ｉ
切
引
入

レ
申

ス
間

敷
若

シ
末

々
心
得
違
イ

ノ
考
之
有

り
夏
分
水
引
取

り
候
ワ

バ
右
新
溝

双
方

立
会
イ
早

々
残
ラ

ズ
潰

シ
申
ス
可

夕
候

事
…
…

…
…

…

訴
訟
方松

平
丹
波
守
様
御
預
所
　

北
殿
村

文
化

十
四
丑
年
二
月

名
主

組
頭

百
姓
代

上
　
　

知

相

手
方飯

島
御
支
配
所

曖

人
　
飯
島
町
郷

宿

北
殿
村
　

名
主

組
頭

久

保
村
　

名
主

百
姓
代

佐

票

新

五

兵

衛
⑩

市

郎

兵

衛
⑩

市

郎

兵

衛
⑩

清

右

衛

門
⑩

弥
五
右
衛
門
⑩

九

左

衛

門
⑩

与
　
　
　

一
倍

所
　

兵
　

衛
⑩



第１節　水を求 めて

松
島
村
年
寄

七

郎

右

衛

門
回

（
千
桐
屋
文
書
）

嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
に
な

っ
て
、
天

竜
井

が
三
日
町
地
域

か
ら

引

水

さ

れ

た
と
き
、
冬
期
間
だ
け
と

い
う
規
定
は
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
天

竜
井

が
川

欠

け

の
と
き
は
、

い
つ
で
も
切
り
落
す
と

い
う
条
件
が
っ

い
て

い
る
。
そ
れ
は
次
の

一
礼
に
記
さ
れ
て

い
る
。

差
シ
出
シ
申
ス

ー
札
ノ
事

右
滝
が
沢
出
水
ノ
義

二
付

キ
去
ル
文
化
度
新
規

溝
掘

り
彼
是
入
組
規
定

書
二
相
成

て

い

っ

た

。

し

か

し
楊

げ
口

が
村

内

で

な

く
三

日

町

で

あ

っ

た

の
で

何

か
と

紛

争

が
多

か

っ

た

。
文

久

元

年

（
一
八
六
一
）
に

は
、

井

袋

へ
石

を

積

み

こ

ま

れ

る

事

件

が
起

こ

っ

た

。
植

え

付

け

最

中

に

井

を

切

り

落

さ

れ
る

こ

と

も

あ

っ
た

。
三

日

町

の
銀

之

丞

と

弥

登

右

衛

門

の
し

わ

ざ
で

あ

っ
た

。

交

渉

し

て

も

説

得

し

て

も

聞

き

入

れ
な

い

の
で

、

や

む

な

く

松

本

の
役

所

へ
、

次

の
よ

う

に

訴

え

出

た

。

恐
レ
乍
ラ
書
付
ケ
ヲ
以

テ
願
イ
上
ゲ
奉
り
欽

…
…
…
略
…
…
…

…
…
左
候
エ
バ
御
田
地
植
付

ケ
候
値

ニ
テ
几
ソ

弐
拾

五
町
歩
余

モ
干
方

二
及

ビ
片
時

モ
捨

置

キ
難
ク
右
様
御
普

請
迄

モ
乱
妨

二
及

ビ
欽
程

ノ
者

ニ
テ

後
難

ノ
儀
（

眼
前
必
至

卜
難
渋

仕

り
候
間
何
卒
御
慈
悲
ヲ
以

テ
右
銀
之
丞

弥
登
右
衛
門
召

シ
出
ダ
サ

レ
御
吟
味
成

シ
下

シ

置

カ
レ
汗
来
不
法
乱
妨
致
サ

ズ
候
様
仰

セ
付

ケ
ラ

レ
下

シ
置

カ
レ
度

ク
偏

二
願
イ
上
ゲ
奉

り
候
以
上

当
御
預
所

文
久
元
酉
年
六
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
那
郡
北
殿
村

名
主
　
　

弥
五
左
衛
門

⑩

組
頭
　
　

弥
　
惣
　

治

⑩

百

姓
代
　

市

郎

兵

衛

松

本
御

役
所

（
千
桐
屋
文
書
）

天

竜

川

の
上

水

口

（
揚
水
口
）

は
洪

水

の

た

び
に

破

壊

さ

れ

た

。
そ

し

て

流

れ

の
変

り
方

に

よ

っ

て

は
、

個

人

の
田

地

を

借

り

な

け

れ
ば

、

井

を

あ

げ

る

こ

と

が

で

き

な

か

っ

た

。
次

の
契

約

書

は
そ

れ

を

物

語

っ
て

い
る

。

契
約
書

箕
輪
村
三
日
町
地
籍
字
曽
根
田
よ
り
南
箕
輪
村
殿
村
地
籍
へ
通
ズ
ル
田
用

水
ノ
義

今
回
出

水
ノ
為
欠
壊

シ
上
水
復
旧

ス
ル
能
（

ザ
ル
ニ
付

キ
左
ノ
条
件
ヲ
以

テ
貴

殿
所
有
地
箕
輪
村

八
百
八
拾
七
番
地
ヲ
借
用
致

シ
候

二
就
イ
テ
（

聊
モ
違
約
致

ス
間

敷
後
日

ノ
ク
メ
契
約
書

差

シ
出

シ
置
キ
候
也

卯7

リ
候
段
相
互

二
堅
ク
相
守
り
罷

り
在
り
候
処
当
春

三
日
町
村

地
内

ヨ
リ
天

流
川
井
筋

二
御

引

キ
込

ミ
（
中
略
）

テ
往

古
ヨ
リ
ノ
用
水

二
候

工
共
当
時
新
井
筋
出
来
候

二
付

キ
分
水

ノ

義
（

御

差
支

エ
ニ
モ
無
キ
趣
御
示
談
下
サ

レ
候

二
付

キ
堰
揚
ゲ
申

ス
可

ク
候
尤

モ
天
竜
川

渇

水
ノ
節
又
（

井
口
川
欠

ケ
変
地
等

二
相
成

り
御
村
方
用
水
御
差
支

エ
ニ
相
成
ラ
ザ

ル
様

仕

ル
可

ク
俣

後
日

ノ
為
村
役

人
地
主
連
印
致

シ

ー
札
差
出

シ
置
キ
俣
処
価
ツ
テ
件
ノ
如

シ

（
塩
ノ
井
大
東
文
書
）

２
　

北

殿

の

天

竜
井

元

文

二

年

（
一
七
三
七
）
の

「

村

差

出

帳

」

に

よ

る

と

、
北

殿

の

飲

用

水

に

続

い
て

、

田

用

水

が

次

の
よ

う

に

記

さ

れ

て

い
る

。

用
水
笠
田
、
三
日
町
分
よ
り
井
揚
げ
申
し
俣
、
溝
二
十
町

余
、
田

五
町
余
作
り
、
瑕
入
用

費
は
三
日

町
村

と
田

高
割

り
。

用

水
天

流
井

、
三
日
町
分

よ
り
揚

げ
来

り
先
年
御
私
領

の
節
井
口
度

々
替
り
諸
道
具
井
揚

げ
免
下

さ
れ
候

（
手
桐
屋
文
書
）

天

竜
川

か

ら

の
引

水

は
、

二
筋

と
も

上

流

の
三

日

町

地

籍

か

ら
と

な

っ

て

い

る

。

こ

の
井

が
三

〇

年

後

の
宝

暦

六
年

（
一

七
五
六
）
に

は

、

笠

田

用

水

で

Ｉ
〇

〇

石

余

、

三

日

町

鵜

ノ
木

前

か

ら

の
井

で

Ｉ
〇

〇

石

余

と

、

石

高

を

ま

し

て

い

る

。黒

川

は
冷

水

で

あ

っ
た

が
天

竜
井

は

温

水

が

か

か

る

の
で

し

だ

い
に
田

も

ふ

え



水 と村 の生活第4 章

一
、
井
幅
六
尺
土
手
幅

醵
畝
販
長
サ
弐
拾
七
間

ト
ス

ー
、
東
堤
即
チ
天

竜
川
側
面
欠
壊
セ
ザ
ル
為
年

々
防

禦
ス
ル
コ
ト

て

上
水
口
（

用
水
ノ
外
浸
入
セ
サ
ル
為
最

モ
堅
固
ナ
ル
水
門

ヲ
築
ク
コ
ト

て

借
用
地
及

ビ
其
ノ
他
ノ
土
地
ヲ
問
（

ズ
井
水
ノ
為

欠
壊
シ
タ
ル
ト
キ
（

直

二
復
旧

ス

ル
コ
ト

ー
、
借
地
料
（

壱
畝

二
付
キ
籾
五
斗
ノ
割
合
ヲ
以

テ
毎
年
拾
壱
月
参
拾
日

限
り
相
違

無
ク

相
渡

シ
申

ス
可

キ
コ
ト

ー
、
用
水
路
不
用

二
属

ス
ル
際
（

在
来
ノ
田
地

二
復
旧
ス
ル
コ
ト

明
治
四
拾
参
年
七
月
五
日
　
　
　
　
　

田
用
水
関
係
地
主
惣
代

南
箕
輪
村

倉

田

三

郎

印

同
　
　

有

賀

重

徳

印

同
　
　

伊

藤

鶴

吉

印

同
　
　
　

伊
藤
三
十
郎
　

印

箕
輪
村
三
日
町

春
口

重
真

殿

前

記
　
坪
数
　

弐

畝
弐
拾
壱
坪

此
借
地
料
　
籾

壱
石
壱
斗
七
升

也
北
殿
耕
地
月
番
惣
代北

条

盛

一
　
印

北

条

盛

一
　
印

（
千
桐
屋
文

書
）

以
上
は
北
殿
と
上
流
の
三
日
町
と
の
紛
争
で
あ
る
が
、
南
殿
と
そ
の
上
流
の
北

殿
と
の
間
に
も
、
田
畑
と
そ
の
上
流
の
南
殿
の
開
に
も
、
さ
ら
に
神
子
柴
と
そ
の

上
流
の
田
畑
と
の
間
に
も
、
同
様
の
紛
争
が
あ
り
、
同
様
の
契
約
が
と
り
か
わ
さ

れ
て
い
る
。

３
　
分
水
に
か
か
お
る
水
綸

巾
　
大
泉
川
を
は
さ
ん
で
の
水
論

大
泉
川
か
ら
の
楊
水
は
、
天
竜
川
か
ら
く
ら
べ
れ
ば
ま
こ
と
に
簡
単
で
、
人
足

二
〇
人
、
芝
三
〇
駄
ほ
ど
で
で
き
た
。
し
か
し
川
を
は
さ
ん
で
、
南
殿
村
と
田
畑

村

が

相

対

し

て

い
る

の

で
、

そ

こ
に

紛

争

が
起

こ

っ

た

。

享

保

九
年

（
一
七
二
四
）
に

は

と

り

わ

け
出

水

が
少

な

く
、

田

畑

の
井

（
権
現
と

田

の
窪
）

で

水
争

い
が

お

き

だ

。
田

畑

で

は
慶

安

御

検

地

の
古

田

が
荒

れ

て

し

ま

う

と
江

戸

表

へ
出

訴

し

た

。

し

か

し
、

南

殿

で

は
小

村

で

あ

る

の

で
、

大

き

な

訴

訟

が

で

き

な

い
と

嘆
願

し

た

の

で
、

仲

裁

が
成

立

し

て
、

次

の

「
曖

証

文

」

が

で

き

た

。

こ

れ

が

定

着

し

た

の

か
、

以

後
文

書
に

残

る

よ

う

な
争

は

な

い

。

曖
証
文
ノ
事

一
、
田
畑
村
ヨ
リ
南
殿
村
御
田
地
大
泉
川
用

水
ノ
儀
今
度
出
入

二
罷

り
成

り
候
処

二
大
草

太
郎
左
衛
門
様
御
役
所
太
田
隠
岐
守
様
御
役
人
両
御
役
所

ヨ
リ
我

等
共

二
仰

セ
付

ケ

為
サ

レ
右
場
所
立
会
イ
詮
議
致

シ
候
処

二
田
畑
村
掘
り
候
井
堰

弐
筋
ノ
内
上

ノ
堰

ヲ

潰

シ
其
次
ノ
井
堰
名
前
た

の
く
ろ
ニ
テ
大
泉
川
ノ
水
弐
分

田
畑
村
へ
引

キ
取

り
其

ノ

享
保
九
年
甲
辰

南
殿
村（

註
衆
中

惣
百
姓
中

大
泉
村
　

宇

右

衛

門
図

北
殿
村
　

庄

右

衛

門
⑩

松
島
村
　

金

右

衛

門
俗

木
下
村
　
　

万

右

衛

門
⑩

同
所
　
　
　

甚
　

八
　

郎
⑩

同
所
　
　

半

左

衛

門
⑩

久

保
村
　
　

七
郎

左
衛
門
⑩

卯S

下
リ
ノ
堰
ノ
儀
（

名
前
み
や

の
こ
し
大
泉
流
ニ
テ
五
分
五
厘
南
殿
村
へ
引

キ
取

り
四

分
五
厘
田
畑
村

へ
引

キ
取

り
候
様

二
取
り
曖
イ
申

シ
侠
…
…
…
以
下

略
…
…

（
大
宗
館
文
書
）

こ
れ
に
よ
る
と
田

畑
村

で
掘
っ
た
二
筋
の
井

堰
の
う
ち
、
上

の
堰

は

取

つ

ぶ

す
。
そ
の
次
の
井

堰
は
た
の
く
ろ
で
大

泉
川

の
水
を
二
分
だ
け
田
畑

へ
ひ
き
と
っ

て
よ

い
。
そ
れ
よ
り
下

流
の
堰
は
、
み
や
の
こ
し
で
大

泉
川

の
流
水
を
五

分
五
厘

南
殿
村
で
、
四
分
五
厘
を
田

畑
村
で
引

取
っ
て
よ
ろ
し

い
、
こ
ん
な
仲
裁
で
両

方

が
納
得
し

た
。
こ

れ
に
は
仲
裁
人
と
し
て
大
泉
村
宇
右
衛
門
ほ
か
北
殿
村
松
島
村



水 を求 めて節第 １

９

‐

‐

Ｓ
ｌ

ｌ

’
・

’
‘

．・

．
’

ム
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．
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●
,; ‥ ‥‥‥

・ － 　 －

４ ・ 　 ●

丿ノ
五ヶ＃ １

３ 吹上南井
吹上北＃ ２

大泉新田中＃ ４

大
　

泉

大
　

芝
　

高
　

原

川

大泉下＃ ５

木
下
村
（
三
人
）
久
保
村

の
計
七
人
が
加

っ
て

い
る

。
天
領
側

か
ら
も
私

領

側

か

ら
も
立
入

っ
た
、
大

が
か
り
な
も

の
で

あ
っ
た
。

こ

の
井
堰
が

ど
こ
で
あ

る
か
、
は

っ
き
り
し

た
こ
と

は
わ
か
ら
な

い
が
、

６ 西天竜用水
大規模農道

中央道西宮線

路

県道沢尻箕輪線

７ 中央用水路

８ 南田用水路

９ 権現日影１番井

11 田畑大胆 洲水

国道15押 線

柳田かんがい用水10

図4-26　 大泉川の慣行水利 権による取水関 係略図

の
取
入
口
は
図
４
－
2
6
の
よ
う
に
、
南

殿
が
中

央
・
南
田

、
柳
田

の
三
か
所
、

畑
が
権
現
と
目
畑
大
泉
川
の
二

か
所
で
あ
る
。

現
在
　
　
　

㈲
　

半
沢
井
の
水

論

田

4 卯



水 と村の生活章第4

半

沢

（
小
中
井
沢
）

は
田

畑

村

の
飲

用

水

で

あ

り
、

神

子

柴

村

の

田

用

水

で

あ

っ
た

。

元

文

三

年

（
一

七
三

八
）

の

「
御

普

請

明

細

帳

」
（
門
屋
文
書
）
に

は
、

次

の

よ

う

に

記

さ

れ

て

い

て
、

田

畑

村

の
飲

用

水

で

あ

る

こ
と

が

わ

か

る

。

呑
水
用
水
　

長

さ
一
町
余
　

掘
幅
平
均
四
尺

是

は
当
村
分
初
沢
洞
よ
り
出
水
に
て
百
姓
自
普
請
に
仕
来
り
申
し
候

半
沢
溝
　

源
を
初
沢
前
宮
原
に
発
し
、
田
畑
耕
地
未

の
方
神
子
柴
耕
地
子

の
方
半
沢
と
宇

す

る
地

の
渓
水
を
導
き
三
派
と

な
し
、

二

は
神
子
柴
耕
地
田
畝

の
用
に
備
う
。
（
俗
に

上
井
下
井
と
呼
ぶ
）
　一
を
田
畑
耕
地
に
導
き
て
飲
量
に
供
し
且

つ
田

の
養
水
と
す
。
・：

こ
の
よ
う
に
半
沢
の
水
は
三
分
の
二
は
神
子
柴
の
田
用
水
、
三
分
の
一
は
田
畑

の
飲
用
水
ば
か
り
で
な
く
田
養
水
と
も
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
は
、
半
沢
の
水
を
め
ぐ
っ
て
、
田
畑
と
神
子
柴
の
間
に
何
回
に
も
わ
た

る
紛
争
が
あ
っ
た
。
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
こ
ろ
か
ら
半
沢
の
水
を
使

っ
て
田

畑
で
は
畑
田
成
を
し
き
り
に
し
た
。
田
潰
し
、
畑
田
成
を
く
り
か
え
し
て
、
天
保

一
五
年
（
一
八
四
四
）
四
月
に
よ
う
や
く
内
済
規
定
が
で
き
た
。
そ
れ
は
天
保
八

年
以
後
の
田
は
残
ら
ず
取
潰
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
な
か
な
か
田
潰
し
は
進
ま
ず
、
同
年
六
月
再
び
内
済
規
定

が
で
き

た
。
四
月
の
規
定
と
ち
が
う
と
こ
ろ
は
、
田
畑
村
で
立
入
人
に
一
札
を
入
れ
た
こ

と
で
、
そ
れ
は
今
後
こ
の
規
定
を
破
っ
て
再
論
に
及
ん
だ
と
き
は
、
そ
の
費
用
一

切
を
そ
の
者
に
出
銭
さ
せ
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。

し
か
し
、
田
潰
し
ど
こ
ろ
か
畑
田
成
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
く
の
で
、
つ

い
に
神
子
柴
村
で
は
訴
訟
に
ふ
み
き
っ
た
。
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
六
月

の
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
神
子
柴
村
が
田
潰
し
を
求
め
る
ば
か
り
で

な
く
、
同
じ
田
畑
村
の
北
割
か
ら
も
あ
ま
り
畑
田
成
を
す
る
の
で
飲
用
水
が
不
足

す
る
か
ら
残
ら
ず
田
を
潰
す
よ
う
に
と
の
申
し
立
て
が
あ
っ
た
。

そ
こ
で
立
入
人

が
入

っ
て
、
今

後
は
決
し

て
畑
田
成

を
し

な
い
こ
と
と
、

こ
れ

ま
で
の
畑
田
成

の
う
ち
七
分

は
潰
し
、
三
分

は
残

す
こ
と
と
、
実
際
的

な
と

り
き

め
が
で
き
た
。

こ
こ
で
残

っ
た
三
分
通

り
の
田

も
、
「
中
田

」
と

い
っ
て
古
田

が
残
ら

ず

植

付

け
が
済

ん
で
か
ら
、

そ
の
年

柄
に
よ
っ
て
中

後
（
六
月
一
五
日
以
後
）
に

植
付
け

る

こ
と
と
な
っ
た
。

こ
こ
で
半
沢

の
井

の
も
っ
れ
に
も
っ
れ
た
紛
争

は
ぷ
っ
つ
り
と
き
れ
た
の
か
、

記

録
に
残
っ
た
紛
争
は
な
い
。

４
　

天
竜
川

を
は
さ
ん
で

天

保

コ

ー年

（
一
八
四
一
）
の
「
神
子
柴
村
擲
普
請
書
仕
来

り

書

上

帳
」
に

よ

る
と
、
神
子
柴
村

の
天

竜
井

は
対
岸
の
野
底
村

地
内

の
向

い
川
原

か
ら
揚
水

し
て

い
る
。
天

竜
川

は
あ
ば
れ
る
幅

が
大

き
い
の
で
、
両
村

の
境
界

は
川
向

う
で
あ
っ

た
。天

竜
川
通
り
字
向
い
川
原
　
　
用
水
弐
か
所

川
長
拾
壱
町
余
、
内
法
高
さ
三
尺
、
横
六
尺
、
当
村
限
り

内
藤
駿
河
守
様
御
領
分
野
底
村
地
内
向
い
川
原
、

此
の
水
掛
高
　
四
拾
五
石
八
斗
二
合

（
大
和
手
文
書
）

こ
の

ぼ
か
に
古
川
原

の
井

も
あ
っ
た
が
こ
れ
は
こ
ち
ら
側

で
あ
る
し
規
模

も
小

さ
か
っ
た
。
井

の
長

さ
が
一
一
町
横

六
尺

と
い
う
規
模

の
大

き
い
こ

の
向

い
川
原

井

は
、
明
治
初
年

の
村
誌
に

は
対
岸

の
井
で

な
く
な
っ
た
の
か
、
積

の
井

と
な
り

田
畑
耕
地

の
東
方

か
ら
楊
水
し

て
い
る
。

弘
化

二
年
（
一
八
四
五
）
の
口
上
書
に
よ

る
と
、
対
岸

の
高
遠
領

か

ら

楊

水

し

た
の
は
「
用

水
始

ま
り
候
節

よ
り
引
続

い
て
」

い
る
と
記

さ
れ
て
い
る
。
高
遠
領

の
野
底

と
の
紛
争

は
多
少

あ
っ
た
が
す
ぐ
解
決

し
て
い
る
が
、
ｍ

畑
村

と
天
竜
川

を
は
さ
ん
で
の
紛
争

が
築
を
め
ぐ
っ
て
起
っ
た
。

4 即



第 １節　水 を求めて

弘
化
二
年
の
夏
、
田
畑
村
で
急
築
を
こ
し
ら
え
た
の
で
、
水
流
が
変
っ
て
本
流

が
神
子
柴
の
向
い
川
原
井
へ
堰
ぎ
こ
ん
で
き
た
。
早
速
そ
の
取
り
払
い
を
申
し
こ

ん
だ
が
、
相
談
の
上
と
い
っ
て
ら
ち
が
あ
か
な
い
。
井
が
危
う
く
な
っ
た
の
で
、

水
除
け
の
牛
枠
を
こ
し
ら
え
て
、
応
急
の
策
を
と
っ
て
お
い
た
。
一
〇
月
に
な
っ

て
か
ら
築
を
と
り
は
ず
す
か
ら
牛
枠
を
と
れ
と
い
い
、
牛
枠
は
先
規
の
も
の
で
あ

る
と
い
う
お
互
い
の
争
論
が
お
こ
り
、
延
々
と
続
い
た
。

こ
の
件
は
北
殿
村
か
ら
立
入
っ
て
仲
裁
し
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
は
っ
き

り
し
た
内
済
書
は
な
い
。
示
談
が
進
ま
な
い
う
ち
に
天
竜
川
が
お
ぼ
れ
て
、
築
も

牛
枠
も
流
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
争
い
は
上
流
と
の
争
い
で
な
く
、
対
岸
の
相
互
で
川
の
瀬
を
追
っ
た
り
追

わ
れ
た
り
す
る
争
い
で
あ
り
、
そ
れ
が
天
竜
川
右
岸
に
並
ん
で
い
る
村
と
村
の
珍

し
い
争
い
で
あ
っ
た
。

５
　

玖

樋

と

横

井

戸

山
　

玖

樋

で

求

め

た

水

宝

暦

四

年

（
一
七
五
巴

の

「
田

畑

村

高
反

別
明

細

帳

」

に

は
、

田

畑

村

の

天

竜
井

、

黒
川

両

井

が
大

泉
川

を
伏

せ

起

し
爪

樋

を
用

い

て
田

用

水

を
求

め

て

い

た

こ

と

が

、

次

の

よ

う

に

記

さ

れ

て

い

る

。

一
、
用
水
　

天
竜
川
黒
川
両
井
　

大
泉
川
を
伏
せ
越
し
御
入
用
御
普
請
所
に
て
引
き
来
り

申
し
侠

…
…
…
…

宝
暦
四
戌
年
三
月

（
門
屋
文
吝

伏

せ

越

し

は
既

に

黒

川
井

で

は

元

文

四

年

（
一
七
三
九
）
の

記

録

に

も

み

え

て

い
る

か
ら

、

一

五

年

も

前

か

ら

伏

せ

越

し

て

い
る

。

こ

の

伏

せ

越

し

は

難

事

業

で

あ

る

の

で

、

む

ろ

ん
御

普

請

で

あ

っ
た

。

宝

暦

四

年

（
一

七
五
四
）

の
春

、

沖

河

原

井

と
黒

川

井

の
両

井

の
玖

樋

の

と

き

は
、

御

手
当

金

二
両

と

木

下

村

の
御

林

か
ら

六
間

半

～

七
間

の
材

木

四

〇

本

を

も

ら

っ

て
普

請

を

し

て

い

大泉川伏せ越し図（正徳６年）と現在の水路図4-27

明
和
三
年
（
一
主
（
六
）
に
は
犬
水
害
が
あ
っ
て
、
伏
せ
越
し
徊
が
流
失

し
た
の
で
修
復
し
た
。
そ
れ
は
「
大
泉
川
伏
せ
越
し
徊
仕
様
帳
」
に
く
わ
し

く
記
さ
れ
て
い
る
。
田
畑
村
で
も
村
役
人
足
三
一
九
人
、
雑
木
を
四
一
本
な

ど
を
補
っ
て
、
完
成
さ
せ
て
い
る
。
玖
徊
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
第
二
節

水
と
の
闘
い
」
に
詳
し
い
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

玖
徊
が
い
か
に
多
く
の
労
力
と
費
用
を
要
す
る
も
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て

求
め
ら
れ
る
水
の
貴
重
さ
は
、
次
の
横
井
戸
の
水
と
同
様
で
あ
る
。

㈲
　
横
井
戸
に
求
め
た
水

段
丘
ぞ
い
の
村
々
は
用
水
に
恵
ま
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
段
丘
の
下
段
地

域
で
、
段
丘
の
中
段
か
ら
上
段
に
は
用
水
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
少
し
で
も

湿
地
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
横
井
戸
を
掘
っ
て
水
を
求
め
た
。
昭
和
初
年
に
調

4Ｈ
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図4-28　 御井神（横井記念）碑

べ

た
小

学

校

資

料

に

よ

る

と

、

沢

尻

二

大

泉

五

の

は

か

に

、
段

丘

ぞ

い
で

も

北

殿

五

、

南

殿

二

、

田

畑

三

、

神

子

柴

二

と

予

想
以

上

に

多

い
。

そ

の
大

要

は

、

第

四

章

の
第

一

節

二

に

記

さ

れ

て

い
る

の

で

こ

こ

で

は

、

南

殿

の
横

井

戸

に

つ

い

て
記

す

こ

と

と

す

る

。

明

治

二

六

年

に

な

っ
て

八

幡

森

へ
横

井

戸

を

掘

る
こ

と

に

な

っ

た
。

そ

こ

は

御

料

林

だ

っ

た

の
で

御

料

局

へ
願

い
出

て
、

特

別

の
許

可

を

得

る
こ

と

が

で

き

た
。

横

井

記

念

碑

は
次

の
よ

う

に

語

っ

て

い

る

。

横
井
記
念
碑

農

ノ
本
（

水

二
在
リ
、
水
無

ケ
レ
バ
鋤
梨
施

ス
所
無

シ
。
良
農

ノ
用

音－
（

真

二
以
有

ル

然

。
我
南

殿
（

居
民
少

ナ
ク
十
有
余
戸
、
天
竜
大
泉
川
ノ
ニ
川
東
南
ヲ
画

シ
、
其
ノ
沿
岸
（

饒
田
有
リ
ト
雖

モ
、
崖
上

二
邑
ノ
在

ル
所
ニ

シ
テ
、
水
利
洽

ガ
ラ
ス

、
姥
懐

ノ

ー
泉
庖
厨

ノ
用

二
過

ギ
ズ
。
有
志
者
夙

二
之

ヲ
憂

工
明
治

二
十

六
年

八
幡
入

ノ
地
ヲ
相

シ
、
横
井
ヲ

熊

チ
以
テ
濯
漑

二
使

セ
ン
ト

欲
ス
。
而

ル
ニ
横
井

ノ
起
地
（

御
料
林

二
属

ス
ル
ヲ
以
テ
御

料
局
静
岡
支
庁

二
陳
情

ス
。
当
路
（

特

二
保
安
林
畝
十
一
歩
ヲ
解
除

シ
テ
而

シ
テ
其
ノ
請

ヲ
容

ル
。
是

二
於
テ
馥

、
資

ヲ
投

ジ
エ

ヲ
起

シ
三
百
余
聞

ヲ
掘
削

シ
乃
チ
湧
泉
誰

々
焉

。

年

后
開
田

五
町
歩
余
、

此
二
移
居

ス
ル
者
十
有
余
戸

二
至

ル
。
嗚
呼
、
水

ノ
利
人

二
於
ケ

ル
如

夕
是

レ
大

ナ
リ

。
業
ヲ
起

ス
者
等
ノ
功
偉
ナ
ラ
ザ
ラ
ン
哉
。
今
茲
関
係
者
、
百
諮

り

石

二
勒

シ
、
以
テ

後
人
二
貼

ス
ト
爾
云
ウ

大
正
四
年

五
月

明

治

二

六

年

一
月

着

工

、

二

七
年

に

開

田

工

事

を

け

じ

め
、

三

〇

年

に

は

一
部

水

稲

の
作

付

け

が

は

し

ま

っ
た

。

三

二

年

に

は
四

ｈ

余

の
開

田

が

終

了

し

、

三

三

年

に

は

工

事

す

べ
て

が

完

了

し

た

。

三

〇

〇

余

間

掘

っ

た
横

井

戸

か

ら

濠

々

と
出

る

水

に

よ

っ
て

水
田

が

で

き

た

の

で
、

一
〇

余
戸

し

か

な

か

っ
た

地

域

へ

新

し

く

一

〇

余

戸

が

移

り

住

む

よ

う

に

な

っ

た

。

水
代

金

は
（
横

荘

戸
工

事
費
）

は

Ｉ
〇

ａ

当

た

り
四

八
円

で
、

人
夫

賃

が

一

人

一

日

二

五

銭

の
当

時

と

し

て

は

か

な

り

の
出

費

で

あ

っ
た

が

、

水
田

の
で

き

た

喜

び

は
大

き

く
、

そ

の

後
北

の
方

へ
支

線

が
掘

ら

れ
、

開

田

面

積

は

五
ｈ

余

と

な

っ

た

。こ

う

し

た
横

井

戸
の
成

功

を

記

念

し

て

、

大

正

四

年

に

記

念

碑

が

建

て

ら

れ

た

。
（
図
4
1
2
8
）

四
　

遠

く

か
ら

求

め

た
水

Ｈ
　

西
天

竜
導
水
路
（
前
史
）

経
ヶ
岳

山
麓

か
ら
天

竜
川

の
河

岸
段
丘
の
間

に
ひ
ろ
が
る
広
大

な

扇

状

台

地

（
西
部
地
帯
と
い
う
）
は
、
前

述
の
通

り
水
が
乏
し
か
っ
た
。
こ
の
台

地
を
流
れ
て

い
る
大

泉
川

は
「
尾
泉
川

」
で
下

流
に
は
水
が
あ
っ
て
も
途
中

に
は
水
が
な
い
。

ま
た
帯
無
川

は
「
尾

水
無
川

」
で
天
井
川

で
下

流
に
も
水
が
な
い
。
い
ず
れ
も
台

地

で
は
伏

流
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、

と
て
も
田
用

水
と
は
な
ら
な
い
。

こ
の
広
大

な
地
に
水
を
ひ
い
て
開
田

す
る
こ
と
は
、

こ
の
地
に
住
む
人
々
の
昔

か
ら
、

強
い
願

い
で
あ
っ
た
。
一
方
で
天

竜
川

の
水
は
あ
り
余
っ
て
と
う
と
う
と

南

に
流
れ
て
い
る
。
こ
の
水
を
川
上

か
ら
引

く
こ
と
は
、
大

事
業

で
あ
り
夢
物
語

の
よ
う
で
も
あ
る
が
、
こ
の
引

水
計
画

に
目
を
つ
け
た
先

人
が
江

戸
時
代

か
ら
あ

む2



水を求 めて第１節

つ
た
。
そ

れ
は
『
西
天
竜
沿
革
史
』
に
も
記
述

さ
れ
て
い
る
が
、

こ
ん
ど
発
見

さ

れ
た
村
内

の
資
料
に
も
新

た
な
も

の
か

お
り
、

こ
こ
で

は
西
天
竜

の
で

き
る
ま
で

の
前
史

を
中

心
と
し

て
、

そ
の
熱

心
に
水

を
求

め
た
あ
と
を
記

す
こ
と
と
す
る
。

昭
和

の
初
期
に
多
年

の
念
願

が
か
な
い
、
西
天

竜
は
伊
那
地
方
最
大

の
穀
倉
地

帯

と
な
り
、
春

日
街

道
沿

い
に
「

鍾
水
豊

物
」

の
巨
大

な
石

碑
が
立
っ
て
い
る
。

そ
の
彿
に
は
慶

び
と
共
に
「
藩

政
以
来
先

覚
の
士
が
諏
訪
湖

よ
り
疎
水
し
て
水
田

を
開

拓
せ
ん
と
欲
し
た
る
こ
と
一
再

に
止
ま
ら
ざ
り
し
も
、
経

始
容
易

な
ら
ざ
る

を
以

て
実
現

を
見

ず
し
て
空
し
く
数
十
年
を
経

た
り
」
と
記

し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
空
し
く
数
十
年
を
経
た
と
あ
る
が
、
先

人
た
ち
が
水
を
求
め
て
あ

ら
ゆ
る
努
力
を
し
て

い
た
こ
と
を
資
料
の
上
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下

、

そ
の
努
力
の
姿
を
時
代

を
わ
け
て
記
述
し
よ
う
。

１
　

江
戸
時
代
の
開
発
計
画

台
地
上
が
山
林
や
原

野
、
ま
た
は
稗
や
粟
を
作
る
畑
だ
け
と
あ
っ
て
、
諏
訪
湖

の
水
を
引

い
て
水
田

を
作
り
た

い
と

い
う
願

い
を
持
っ
た
人
が
藩

政
時
代

に
も
多

か
っ
た
。
経
ヶ

岳
山
筧
か
ら
流
れ
出
る
僅
か
な
水
を
も
っ
て
水
ｍ

を
作
る
こ
と
は

限

度
に
き
て
お
り
、
水
量
と
田

の
面

積
の
関

係
で
水
論
が
絶
え
ず
、
水
を
欲
し
い

と
い
う
農
民

の
念
願

は
止
ま
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

田
　

小

野
村
直
八
の
計
画

文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
、
小
野
村
の
直
八
が

一
人
で
御
公
儀

へ
御

普
請
の
願

い

書
を
差
し
出
し
た
と
こ
ろ
、
金
子
は
ど
の
く
ら
い
か
か
る
か
尋
ね
ら
れ
、
大
井

筋

だ
け
で
六
〇
〇
〇
両
以
上

か
か
る
と
申
し
上

げ
た
。
田

は
ど
の
く
ら
い
で
き
る
か

と
問
わ
れ
、
御
親
領
分
は
四
〇
〇
〇
石
以
上

至

局
遠

領
は
二
〇
〇
〇
石
以
上

と
答

え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
節
御
節
約
中

と
い
う
こ
と
と
、
松

本
御
預

り
に
な
っ

た
こ
と
に
よ
っ
て
取

り
止
め
に
な
っ
た
。
（
大
泉
大
束
文
言

文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
に
も
小
野
村
の
直
八
が
奔
走
し
て
佐

久
郡

野

沢

村

の

甚
右
衛
門

か
ら
二
万
両

借
り
て
諏
訪
と
の
境
か
ら
天

竜
川

の
水
を
楊
げ
よ
う
と
計

画

し

て

い
る

。
こ

の
計

画

は
、
天

竜

川

か
ら

揚

げ

た

水

を

宮

木

村

の

土

台

へ

引

き

、

新

町

村

か
ら

北

大

出

の
村

中

を

通

し

、
下

古

田

村

か

ら

富
田

村

の
上

を

と

お

し

て

、

吹

上

の
下

か
ら

羽

広

村

の
下

、

与

地

の
下

ま

で

と

考

え

て

い
る

。
大

井

の

幅

は
底

が

Ｉ
〇

間

と

い
う

大

き

な

も

の
で

あ

る

。
し

か
し

、

こ

の
計

画

も

、

松

本

御

役

所

へ
願

い
書

け
差

し

出

し

た
も

の

の
、

普

請

方

手

代

の
池

田

村

幸

右

衛

門

と

い
う

総

べ
て

を

承

知

し

て

い
る

人

の
死

去

に

会

い
、

小

野

村

直

八

も

ま

た
中

風

に

な

っ

て
沙

汰

や

み

と

な

っ
て

い

る

。

大
泉
川
原
掘
井
普
請
書
留
帳

文
化

九
年
二
月
小
野
村
直
八
飯
田
帰
り
に
立
ち
寄
り
候
て
申
さ
れ
侯
は
、
当
所
始
め
百
山

方

は
田
方
こ
れ
無
く
百
姓
難
儀

の
土
地
柄
に
候
故
、
先
達
て
江
戸
に
て
佐
久
郡
野
沢
村
甚

右
衛
門
と
申
す
仁

の
代
臼
田
村

の
甚
右
衛
門
と
申
寸
人
に
懸
け
合
い
候
て
、
野
沢
村
甚
右

衛
門
を
金
主
に
頼
み
、
上
伊
那
辰
野
村
諏
訪
境
よ
り
天
流
河
を
引
き
揚
げ
、
宮
木
村
よ
り

宮
木
村
上
台
へ
引
き
、
新
町
村
こ
へ
沢
へ
引
き
込
み
夫
よ
り
北
大
出
村
中
を
引

き
下

古
田

村
よ
り
深
沢
に
付
き
口
口

富
田
村
上
へ
引
き
吹
上
下
へ
引
き
羽
広
村
下
へ
移
り
与
地
下

迄

引
き
候
て
、
井
幅
底
拾
問
に
て
待
井
は
大
泉
川
へ
落
下

の
図
り
に
て
、
松
本
御
役
所
へ
も

懸
け
合

い
申

の
願

い
書
差
し
出
し
候
処
、
野
沢
村
へ
も
再
三
参
り
候
て
、
懸

け

合

い

候

処
に
、
折
節
甚
右
衛
門
親
類
中
に
て
弐
万
両

の
出
入
り
出
来
侠
て
夫
れ
故
金
主
致
し
難
し

と
申
し
、
併
し
乍
ら
残
念

の
由
申
す
に
付
き
見
合
わ
せ
居
り
侠
処
、
普
請
方
手
代
池
田
村

幸
右
衛
門
と
申
す
者
此
方
へ
参
り
、
場
所
下

見
致
し
万
事
呑
み
込
み
居
り
候
処
、
幸
右
衛

門
死
去
致
し
小
野
村
直

八
申
風
に
相
成
り
、
其

の
事
調

わ
ず
相
止
み
侠
。

此

の
事
直
八
懸
け
合

い
に
来
り
候
は
文
化
三
年
に
自
分
壱
人
に
て
御
公
儀
御
普
請

の
願
い

書
差
し
出
し
候
所
、
金
子
何
程
斗
入
り
候
魏
御
尋
ね
に
付
き
、
大
井
筋
掘
り
通
り
候
迄
は

六
千
両
に
て
は
出
来
申
さ
ず
と
申
し
上
げ
候
処
、
此
節
御
節
約
中
に
て
少
し
も
出
来
難
き

思
し
召
し

の
趣
仰
せ
ら
れ
、
然
れ
共
水
下
田
方
何
程
斗
り
出
来
申
す
可

き
と
御
尋
ね
に
付

今
四
千
石
斗
り
も
出
来
仕

る
可

く
候
。
外
高
遠
御
領
分
へ
は
弐
千
石
も
出
来
申
す
可

し
と

申
し
候
へ
ば
、
御
親
領

の
分

は
其
方
よ
り
金
子
出
候

わ
で
は
出
来
申
さ
す
と

の
仰
せ
故
、

其

の
義
も
延

々
に
相
成
り
侠
内
、
松
本
御
預
り
に
相
成
り
侠
故
右

の
始
末
に
候
ノ

…
…
…
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夭
泉
大
東
文
書
）

こ
れ
を
見
る
と
き
、
非
常
な
大
工
事
と
し
て
計
画
し
て
い
る
。
佐
久
か
ら
金
主

を
求
め
た
り
、
井
幅
一
〇
間
で
、
与
地
下
ま
で
引
く
と
い
う
遠
大
な
も

の
で
あ

る
。
北
大
出
か
ら
下
古
田
や
富
田
の
方
ま
で
は
標
高
が
ち
が
う
の
で
引
水
で
き
な

い
の
に
、
当
時
は
測
量
技
術
も
低
く
、
そ
の
上
す
こ
し
で
も
水
田
が
欲
し
い
と
い

う
願
い
が
こ
の
よ
う
な
計
画
を
立
て
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

表
４
ｊ
９
　
西
天
竜
の
年
表

昭　和　時　代 大　 正 明 治 時 代 江　 戸　 時　 代

一　 －　　 一

九　 九　　 九

六　 五　　　 二
ー　 ○　　　 六

一 一
九 九

一 一
九　二

一　　 一 一

九　　 八　八
〇　　 七　六
六　　 六　八

一　　 一　　 一

八　　 八　　 八
五　　 三　　 〇
六　　 二　　 三

昭　 昭　 昭 昭

和　 和　 和 和

三　 二　 二 元

九　 五　　 Ｓ 年

－一一

大 大
正 正

八
元

年 年

明　　　 明　明

治　　　 治　治
三　　 九 元
九　　 年 年

安　　　 天　　　 文

政　　　 保　　　 化

一　　　 －　　 一一　　　　 －　　　　 一
一　　 一　　 一年　　 年　　 年

西　 記　 幹 南　 西　　 西　　 南　　　 伊　　 北　　 小
天　 念　 線 箕　 天　　 天　　 箕　　　 束　　 大　　 野
竜　 彿　 導 輪　 竜　　 竜　　 輪　　　 伝　　 出　　 村
発　 建　 水 地　 耕　　 期　　 村　　　 兵　　 村　　 直
電　 立　 路 区　 地　　 成　　 の　　　 衛　　 有　　 八
開　　　 竣 開　 整　　 同　　 村　　　 着　　 志　　 の

始　　　 工 田　 理　　 盟　　 民　　　 手　　 の　　 計
工　 組　　　 会　　 等　　　　　　　　 計　　 画

事　 合　　　 結　　　 の　　　　　　　　 画
始　 設　　　 成　　 計　　　　　　　　 ．

｀　　　　　　　　　　 立　　　　　　　 画　　　　　　　　 天
竜

西
井
筋

②
　
北
大
出

村
有
志
の
計
画

天
保
三
年

二

八
三

一
）
北
大
出
村

の
有
志

が
天
竜
川

の
分
水
に

よ
り
西

天
竜
地
域

の
開
田

を
企

て
た
。
天
保

三
年

と
い
え

ば
、

あ
の
凶
作
飢
饉

の

前
年
で

あ
り
、
こ

れ
か
ら
天
保

の
大

凶
作
が
続

い
た
。
ま

た
、
天
保
三
年

に
は
同
じ
高
遠
藩

の
春
富
地
区

へ
伊

東
伝
兵
衛
に
よ

っ
て
三
峯
川

か
ら
引

水
す
る
伝
兵
衛
井
が
計
画
さ
れ
た
年

で
あ
る
。
水
が
な

い
た
め
村
け
難
渋

し
て

い
た
西
部
地
帯
の
北
大
出
村
が

「
天

竜
西
井

筋
」
を
も
く
ろ
ん
だ
こ

と
も
う
な
ず
け
る
。

㈲
　

伊
東
伝
兵
衛
の
計
画

安
政
三
年
「
」
八
万
（
）
に

は
、
天

竜
川

か
ら
の
新
井

堰
の
動

き
は
活
発

咤 勿

沢駒

“

諏

訪

頷

ｒ
Ｉ゙

！゙

］
O
同
遠

頷爪子

図4-29　 伊東 伝兵衛 の計画した井堰

に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
は
北
大
出
村
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

辰
野
堰

ほ
か
の
難
渋
を
救
う
に
は
、
天
竜
川
か
ら
の
揚
水
を
、
従
来
、
横
川
か
ら
引
水
し

て
い
る
井
筋
へ
流
し
、
そ
の
替
え
水
に
更
に
上
流
の
横
川
川
筋
か
ら
新
井
筋
を
造

る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。

替
え
水
す
る
了
解
も
な
か
な
か
む
ず
か
し
か
っ
た
が
、
天
竜
川
か
ら
揚
水
す
る

こ
と
は
、
諏
訪
側
の
説
得
が
困
難
を
極
め
た
。
伊
束
伝
兵
衛
や
村
人
た
ち
も
こ
れ

に
当
た
っ
た
が
交
渉
は
ほ
か
ど
ら
な
か
っ
た
。

明
け
て
安
政
四
年
（
一
八
五
言

に
も
諏
訪
と
高
遠
藩
の
折
衝
は
続

い
た
が
、

ど
こ
か
ら
揚
水
す
る
か
、
川
付
き
村
々
と
の
利
害
が
一
致
せ
ず
、
話
は
行
き
届
か

4 召



水 を求 めて第１節

な

か

っ
た

。

安

政

五

年

二

八
五
八
）
に

な

っ
て

高

遠

藩

領

主

直

書

に

よ

る

交

渉

が

始

ま

り

、

よ

う

や

く

「

大

沢

口

」
（
高
遠
・
諏
訪

の
境
界
の
近
く
）
か

ら

取

り

入

れ

る

交

渉

が

ま

と

ま

っ
た

。

段
々
の
儀
に
つ
き
川
附
き
村
と
く
と
相
調
え
挟
と
こ
ろ
、
右
村
難
渋
に
相
成
り
候
間
、
字

大

沢
口
よ
り
新
井
引

き
楊
げ
挟
趣
き
、
も
っ
と
も
堰

ぎ
楊
げ
候
儀
は
相
成
ら
ざ
る
・：

と

返

答

が

き

た

の

で

あ

る

。

こ

こ

で
、

大

沢

口

よ

り

も

っ

と

上

流

か

ら

と

い
う

希

望

は
川

付

き
村

の
反

対

で

で

き

な

く

な

っ

た

。

そ

の

う

え

、

多
年

の

要

望

に

こ

た

え

て

高
島

領

の
大

沢

口

か

ら
引

き

楊

げ

て

も

よ

い

が
、

そ

こ

を

堰

き

止

め

て
揚

水

し

て

は

な

ら

な

い

と

い

う

の

で

あ

る

。

西

天

竜

の
揚

水

口

は

昔

も
今

も

変

わ

ら

ず
、

最

も

む

ず

か

し

い
問

題

で

あ

る

。

少

し

で

も
多

く

の

永

が

欲

し

い
伊

那
側

で

は
、

で

き

る

だ

け

上

流

か

ら

で

き

る

だ

け
多

く

の

永

を

求

め

た

い

の
に

、

諏

訪
側

は

で

き

る

だ

け
下

流

か

ら

し

か

も

堰

き

止

め

な

い
方

式

で

と

い

う

こ

と
に

な

る

。

諏

訪

側

に
権

利

が

あ

る

の

で
、

そ

の

条

件

は
楊

水
方

法

に

し

て

も

金
銭

の

う

え

で

も
相

当

に

き

び

し

い

。
長

年

、

諏

訪
湖

の
治

水

に

手

を

や

い

て

き

た

諏
訪

側

で

は
、

少

し

で

も

水
位

を
上

げ

る

と
湖

水
周

辺

か

ら
中

筋

に

か

け

て

水
浸

し

に

な

り

、

少

し

水

位

を
下

げ

る

と

川

沿

い
の

村

々

の
動

力

源

で

あ

る

水
車

（
製
糸
用
等
）

が
回

ら

な

く

な

る

。

そ

れ

ば

か

り

か

各

地

の
養

魚

場

も

水

位

に

よ

る
被

害

を
受

け

る

。

と

も

か

く
、

諏

訪

と

の
交

渉

が

ま
と

ま

っ

た

の
で

す
ぐ

協

定

を
結

ん

で
着

手
し

よ

う
と

し

た

が
、

横

川

川

と

の
替

え

水

の
折

衝

も

手
間

ど

っ

て
、

翌

安

政

六
年

五

月

に

よ

う

や

く
次

の
規

定

書

に

調

印

す

る

こ

と

が

で

き

た
。

そ

の
前

書

き

に

は
こ

の
井

筋

の
発

願

か

ら
成

立

ま
で

の
由

来

が

記

さ

れ

て

い

る

。

そ

の
中

で

諏

訪

か

ら

の
沙

汰

と

引

水

の
実

際

は
次

の
よ

う

で

あ

っ

た

。

規
　

定
　

書

（
前
文
略
）
右
川
筋

の
儀
は
諏
訪
郡
一
円

の
川
吐
き
尻
に
て
川
縁
・
湖
縁
の
村
々
は
勿
論

中
筋
数

か
村

の
水
吐
け
へ
差
し
障
り
候
間
、
ニ
ノ
築

の
上
大
沢
渡
よ
り
掘
り
渡
し
然
る
べ

き
の
儀
御
沙
汰
村
方
対
談
相
整

い
御
境
目
御
分
杭
際
ま
で
掘
り
渡
し
侯
と
こ
ろ
、
ニ
ノ
築

下

よ
り
の
漏
水
に
て
水
行
き
届
き
侯
間
、
築
下
よ
り
湛
え
致
し
堰
掘
り
通
し
永
引
き
渡
し

申
し
た
く
其

の
段
願
い
上
げ
奉
リ
、
御
領
主
御
役
場
へ
も
御
頼
み
こ
れ
有
り
お
聞
済
ま
し

に
相
成
り
、
村
方
対
談
相
整

い
後
来

の
た
め
取
り
極
め
候
規
定
左

の
通
り

実

際

に

ど

の
よ

う

に

水

を

引

い

た

か

は

っ
き

り

し

な

い
が

、

と

に

か
く
天

竜

川

を

堰

き

と

め
な

い
で
大

沢

渡

か
ら

掘

り

出

し

、

ニ

ノ

築
下

か

ら

の
漏

水

を

ひ

い
て

き

た

よ

う

で

あ

る

。

な

お

、

こ

の
時

の
規

定

書

は

Ｉ
〇

項

目

か

ら

な

っ

て

い

る

が

、

そ

の
中

に

は

次

の
よ

う

に
天

竜

川

の
水

位

に
関

係

し

た

も

の
が

目

立

っ
て

い

る

。一
、
堰
掘
り
口
に
て
川
幅
こ
れ
ま
で

の
と
お
り
十
九
間
半
、
そ
の
ほ
か
惣
体
の
川
幅
有
形

の
と
お
り
少
し
も
狭
か
ら
ざ
る
よ
う
に
い
た
し
、
堰
普
請
な
ら
び
に
浚

の
節
も
土
砂

川
中

へ
一
切
捨
て
申
す
ま
じ
き
こ
と

一
、
ニ

ノ
築
か
ご
手
よ
り
川
中

堰
幅
二
間
長
さ
五
十
八
間

半
、
右
の
内

へ
水
門

こ
し
ら
え

お
き
、
出
水
の
節
は
水
払
い
い
た
し
申
す
べ
し
。
も
っ
と
も
枠

立
ち
入
れ
置

く
湛

高

さ
築
か
ご
手
よ
り
余
程
低

く
組

み
立
て
水
吐

け
へ
差

し
障
ら
ざ
る
よ
う
取

り
は
か
ら

い
、
満
水
に
て
か
ご
手
押

し
抜
き
候
ほ
ど
の
節
は
、
御
案
内

次
第

人
足
差

し
出
し
湛

取

り
払
い
、
引

水
の
上
元
形

に
取

り
立
て
申

す
べ
し
。
急

水
の

節

は

水
門

な
ら

び

に

湛
と
も
村
役
人
な
ら
び
に
堰
番
の
う
ち
へ
お
断

り
の
う
え
御
取

り
払

い
下

さ
れ
候

こ
と
。

て

渇

水
に
て
両
堰

へ
水
揚

り
申

さ
ず
候

と
も
場
所
替
え

、
ま

た
築

か
ご
手
へ
水
口
明
け

侯
儀

、
決

し
て

い
た
す
ま
じ
く
候

。

（
塩
ノ
井
大
束
文
言

こ

の
よ

う

に

水

吐

け

に

力

点

を

お

い

た
構

造

に

な

っ

て

い

る

。

こ

こ
で

両

堰

と

あ

る

こ
と

か
ら

考

え

ら

れ

る
こ

と

は
、

本

来

の
井

筋

は
「

堰

幅

五

間

土

手

幅

壱

間

都

合

六
間

」

で

あ

る
が

、

天

竜

川

の
川

幅

は

一
九

間

半

で

少

し

も

狭

く

し

て

は
な

ら

な

い
と

い
う

か
ら

、

玖

樋

な

ど
設

け

頭

首

工

を
設

け

る
こ

と

は
で

き

な

い

の

で

、

天

竜

川

と

平

行

し

て

掘

り

通

し

て

あ

っ
た

。

こ

の

ほ

か
堰

に

対

し

て

前

記

の
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水 と村 の生活第4 章

天

竜
川

中

の
堰

幅

二
間

、

長

さ
五

八
間

半

は
、

溜

池

の

よ
う

に

川

中

へ
湛

え

お
き

そ

の
漏

水

を
期

待

し

た
内

堰

で

あ

っ

た

。
渇

水

に

な

っ

て

も
場

所

は
変

え

ら

れ
な

い
し
、

内

堰

へ

も
水

口

を

あ

け

ら

れ

な

い

。

こ

れ

で

は
伝

兵

衛

井

の
前

途

は
決

し

て

明

る

く

な

い
。

し

か

し
、

ど

う

に

か
領

主

を
異

に

す

る

地
域

か

ら

の
引

水

に

成

功

し

た

。
規

定

書

の
末

尾

は

次

の

よ

う

に

な

っ

て

い
る

。

二

間
略
…
も
し
野

手
米

滞
り
候
か
、
そ
の
ほ
か
規
定

に
相
背
き

狼
な
る
儀
こ

れ
あ
り
候

わ
ば
、

そ
の
節

お
断

り
に
及

ば
ず
井

筋
相
潰

し
下

さ
れ
候
て

も
少

し
も
申

し
分
御
座

な
く

候
、
こ

れ
に
よ
り
後
証
の
た
め
願

い
人
惣
代

水
引

き
村

役
人
け
じ
め
井
筋
取

り
扱

い
方

一

同
連
印

一
札
差
し
出

し
申
す
と
こ

ろ
よ

っ
て
件

の
如
し
。

安
政

六
未
年
五
月
　
　
　
　
　

内
藤
駿
河
守
領
分

諏
訪
因
幡
守
様
御
領
分
　
　
　
　
　
　

六
か
村
惣
代

（
一
九
名
略
）

信
州
諏

訪
郡
　

詐

作

前
書
き
の
通
り
相
違

こ
れ
な
く

候

浅
井
亦

七
郎

竹
田

七
郎
右
衛
門

（
塩

ノ
井
大
東
文
書
）

領

主

間

の
交

渉

に

よ

っ

て

成

立

し

た

の

で
、

高

遠

藩

の
役

人

の
奥

書

が

こ

の

よ

う
に

つ

い
て

い
る

。

こ

の
件

に

つ

き
伊

東

伝

兵

衛

は
初

め

か

ら
関

係

し

て

い

た

の

で
、

伝

兵

衛

井

と

通

称

さ

れ

て

い
る

の

で

あ

る

が
、

北

大

出

村

の
惣

代

大

治

（
代

治
）

を

は

じ

め
、

願

い
人

た

ち
民

間

人

の
熱

意

と

献
身

に

は
、

西

部

一

帯

の

人

々

の

水

を

求

め

る

切

実

さ

を

思

わ

せ

る

も

の
か

お

る

。

こ

の
井

に

よ

っ
て

開

田

さ

れ

た

面

積

は

次

の
よ

う

で

あ

っ
た

。

安
政
六
年

（
一
八
五
九
）
　

北
大
出
村

・
羽
場
村
　

三
町

一
反
余

万
延
元

年

（
一
八
六
〇
）
　
　
　
″
　
　（
四
大
心
土
　

九
町
四
反

七
畝
余

文
久
元
年

（
一
八

六
一
）
　
　
　
″
　
　
　
　
　
　
　

七
町
五
反

七
畝

注
（
こ
れ
は
「
天
竜
川
西
井
筋
村
々
開
田
坪
年
々
控
帳
」
中
村
寅
一
　
「
伝
兵
衛
井
」
に
よ
る
。）

伝

兵

衛
井

は

そ

の

後

ど

う

な

っ

た

か
、

詳

し

い

こ

と

は

わ

か

ら

な

い

が
、

明

治

初

年

に

南

箕

輪

村

の

高
木

誠

三

と
清

水
平

一

郎

が

参

事
院

議

官

安
場

保
和

あ

て
に

出

し

た

上

申

書

の

前
文

に

は

そ

の
結

末

を

次

の

よ

う
に

述

べ

て

い

る

。

信
濃
国
天
竜
川
沿
岸

の
地

な
る
伊

那
郡

の
う

ち
、
旧
内
藤
領
地
本
郡

と
諏

訪
郡

の
郡
界

よ
り
一
個

の
新
堰

を
疎
通
し
、
両
辰
野
及

び
宮
所
・
宮
木
を
経
て

新

町
・
北

大

出
・
羽

場

の
旧
三

か
村
に
新
田

を
拓

き
公

益
を
図

る
の
目
的
を
以
て
し
、
之
を
伝
兵

衛

井

と

云

う
。
け
だ
し
該

の
工

事
た
る
其

の
創
業

は
過
ぐ

る
安
政
年
度
に

あ
り
て
管
治
を
異
に
す

る

地

盤
の
交
渉

な
る
を
以
て
、
井
堰

の
勾
配
度
量

の
平
準
を
得

ざ
る
故
に
完

全
に
土
功
を
奏

す
る
こ

と
能

わ
ず
。
止

む
を
得

ず
管
轄
限

り
に
其

の
工
事
を
挙
興
し
、
隣
接
諏
訪
郡
界

を

以
て
井
堰

の
揚
げ
口
と

な
し
、
鎖

々
た

る
一
小
瑕
路
を
掘
削
し

た
る
も
、
如
何

ん
せ

ん
水

量
の
分
度
少

な
き
こ

と
、
勾
配

の
適
度

を
得
ざ
る
よ
り
終
に
不
用

と
は
な
り

ぬ

（
塩
ノ
井
大
束

文
書
）

こ
れ
に

よ
る
と
、
漏

水
に

よ
る
引

水
は
水
量
が
少
な
か
っ
た
の
か
、
高
遠

領
内

か
ら
楊

水
を
図

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

そ
う
す
る
と
勾
配

が
な
い
の
で
結
局
、
廃

絶

し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
時

の
替

え
水
と
し
た
横
川
川

か
ら
の
引

水
は

三
か
村
（
新
町
・
北
大
出
・
羽
場
）
を
う
る
お
し
て
い
て
、

前
記

の
よ
う
に
開
田

が

行

な
わ
れ
た
。
そ
し
て
今
も
っ
て
こ
れ
を
「
伝
兵
衛
井

」
と
呼
ん
で

い
る
の
で
あ

る
。２

　

明
治
の
開
発
計
画

御
一
新
と
な
り
、
か
ね
て
念
願
で
あ

っ
た
西
部
地
区
へ
の
水
を
求
め
る
動
き
は

活
発
に
な
り
、

い
く

つ
か
の
計
画
が
立
て
ら
れ
た
。

ｍ
　

興
業
舎

と
結
ん
だ
開
発
計
画

明
治
九
年

の
井
堰
開
発
計
画
は
注
目
に
値
す
る
も

の
の
一

つ
で
あ

る
。
こ

れ
は

興
業
舎

と
い
う
農
業
土
木
企
業
体
に

よ
っ
て
井
筋

を
造
り
、
水
税

を
出
し

て
決
済

を
計

る
う
と
す
る
な
ど
進
ん
だ
考
え
方

が
と
ら
れ
て
い
る
。

西
天
竜
開
拓
二
付
キ
取
為
替
書

4 拓



第１節　水 を求 めて

諏

訪
郡
川

岸
村
新
倉

耕
地

ヨ
リ
天
竜
川
分

水
畑
田
成

り
開

墾
ノ
義
（

、
年

来
ノ
志
願

二
候

所
、
大

業
ニ
テ
白
カ
ユ
及
ビ
難
ク
延
滞
罷
り
在
リ
俣
所
、
今
般
興
業
御
社
中

二

於

テ

井

堰
営
繕

諸
入
費
残
ラ
ズ
御
引
キ
受
ケ
ノ
御
談
判
下

サ
レ
候

二
付

キ
、
村

々
耕
地
決
議

ノ
上

右
営
繕

方
御
依
頼
申

シ
候
処
相
違
御
座
無
ク
候
。
然
ル
上
（

水
路
落
成
通
水
ノ
節

穴

銘

々
開
拓
水
ロ
コ
レ
有
ル
丈
成
功
致

シ
残
水
コ
レ
無
キ
様
仕
ル
可

ク
、
右
水
税
ト

シ
テ
壱
反

歩

二
付
キ
金
十
円
卜
定

メ
三
ヵ
年

二
相
納

メ
申

ス
可

ク
候
。
尤
モ
水
税
金
皆
済
迄
開
田
ノ

反

歩
抵
当

二
致
シ
証
書
相
渡

シ
置
キ
申
ス
可

ク
、
其
ノ
外
別
紙
定
約
ノ
通
り

委

任

仕

リ

聊
力
違
失
御
座
無

ク
候
。
依
ツ
テ
村

々
耕
地
総
代
連
印
証
書
出

シ
申

シ
俣
。
以

上

明
治
九
年
十
一
月

定
約
ノ
事

一
、
堰
幅
　

平
均
三
間
　

難
場
二
問

是
（

諏
訪
郡
新
倉
耕
地
ヨ
リ
天

竜
川
分
水
、
南
箕
輪
村
神
子
柴

耕
地
迄
。

一
、
堰
幅
　

平
均
二
問

是
（

伊
那
富
村
今
村
耕
地
ヨ
リ
横
川
川
揚
ゲ
込
ミ
南
箕
輪
村
耕
地

二
至
ル
。

一
、
堰

筋
潰
地
代
、
水
樋
、
橋
梁
並
ビ
ニ
示
談
入
費
、
其
ノ
外
諸
雑
費
共
残
ラ
ズ
興
業
舎

ニ
テ
引
キ
受
ケ
支
払
イ
候
事

二

水
税
ノ
儀
　

開
墾
土
地
壱
反

二
付
キ
金
十
円

卜
相
定
メ
候
事

但

シ
初
年
開
拓
ノ
地
（

三
ヵ
年

二
割

り
合
イ
年

々
十
二
月
出
金
ノ
事

二
年
目
開
拓
ノ
地
（

ニ

カ
年

二
割
り
合
イ
半
数
宛
出
金
ノ
事

三
年
目
開
拓
ノ
地
（

壱

力
年

二
出
金
致

ス
可
キ
事

二

水
税
金
皆
済
迄
開
田
ノ
反
畝
歩
抵
当

二
致

シ
、
証
書
相
渡

シ
置

キ
申

ス
可
キ
事

ミ

各
村
分
水
ノ
儀
（

水
上

ヨ
リ
流
末
迄
聯
水

二
致

シ
、
専
ラ
流
末

へ
潤
沢
致

シ
候
様
取

り
計
イ
申

ス
可

キ
事

二

水
税
取

り
立
テ
候
年
限
中

べ

堰
破
損

修
復
等
舎
費

ニ
テ
御
支
払

イ
成
サ

ル
可

ク
候

事

右

ノ
通
り
定

約
俣
上
（

聊

力
違
失

コ
レ
無

キ
事

明

治
九
子
年
十
一
月

南
第
十

七
区

六
小
区

沢
　
　
　

小
原
儀
十
郎

（
外

七
名
連

署
）

大

出
　
　

井

沢
喜

一
郎

（
外

八
名
連

署
）

松
島
　
　

三
沢
里
三
治

木
下
　
　

北

條
孫
七
郎

（
外

七
名
連

署
）

南
第

十
七
大
区

八
小
区

大
泉
　
　

原
　
　

信
一
　（
外
三
名
連

署
）

神
子
柴
　

高
木
　

械
三

富
田
　
　

向

山
　

五
郎

（
外

一
名
連

署
）

北
大
出
　

林
　
　

貞
三

羽
揚
　
　

春
宮
　

惣
衛

こ

の
取

為

替

書

は
、

興

業

舎

と

地

主

で

あ

ろ
う

三

五

名

の
者

と

の

も

の

で

あ

る

。
目

論

見

書

の
見

当

た
ら

な

い
現

在

ど

の
程

度

の
も

の

で

あ

っ

た

か
不

明

で

あ

る

が
、

相

当

具

体

的

な
計

画

が
立

す

ら

れ

た
も

の

で

あ

ろ

う

。

㈲
　

三

か

村

一

一
部

落

の

西

天

竜

計

画

前

者

と
相

前

後

し

て
、

南

第

一

七
大

区

五

小

区

の
伊

那

富

村

北

大

出

と

、

同

第

六
小

区

中

箕

輪

村

の
沢

・
大

出

・
松

島

・
木

下

、

及

び
第

八
小

区

南

箕

輪

村

の
久

保

・
大

泉

・
北

殿

・
南

殿

・
田

畑

・

神
子

柴

の
三

か
村

一

一
部

落

の
者

が
団

結

し

て
、

明

治

九
年

コ

ー
月

に

「
願

い
書
」

が

出

さ

れ

て

い

る

。

こ

れ

は
幕

府

頷

と

か

高
遠

藩

と

い
う

境
界

を

越

え

て
相

当

大

規

模

で

あ

っ
た

よ

う

で

あ

る

。

新

し

い
堰

は
、

や

は

り

諏

訪

郡
川

岸
村

の

新
倉

地

籍

か

ら
天

竜
川

の

水

を
揚

水

し

て

、

神

子
柴

ま

で

の

通

水

を

計
画

し

た

。

そ

の
目

論

見

に

よ

る

と

約

三
〇

〇

町

歩

の

開
田

が

で

き

る

。

こ

れ

を
実

現

す

る

に

は
多

額

の
資

金

が

い
る
か

幸

い

に

も

今

回

、

諏

訪

郡

志

賀
村

の
矢

崎

儀

左
衛

門

が
引

き

受

け

て

く

れ

る

こ

と

に

な

っ
た

の

で

、

ど

う

か

こ

の

計
画

の

新

堰

の

修

営

を
御

採

用

願

い
た

い
と
、

時

の

県
令

あ

て

に

願

い
出

た

の
で

あ

る

。

願
い
書

・：
（
前
略
）
…
稗
益
目
前

二
コ

レ
有

ル
可

ク
年
来
志
願
苦
心
罷
り
在
り
候

工
共
費
額
ノ
金
融

む7



第４章 水と村の生活

ナ
ク
慨

然
　
歳

月
ヲ

過
ギ
侯
処
、
僥
倖
今
般

諏
訪
郡
志
賀
村
矢
崎
儀
左
衛
門
外
八
人
同
盟

仕

リ
、
堰
普
請
仕
様
帳
ノ
金
高
引
請
人

二
相
成
り
別
紙
取

為
替

書
ノ
通
り
定
約
仕
リ

、
尤

モ
沿
堰

村
々
ニ
テ
（

素

ヨ
リ
故

障
之
無
ク
候
間

、
前
顕

自
費
目

論
見

ノ
新
堰

修
営
御

採
用

致

シ
下

シ
置

カ
レ
度

ク
、
図
面

相
添

工
連
署
ヲ
以

テ
懇
願
仕

り
候
以
上

明

治
九
年
十
二
月

（
塩
ノ
井
大
東
、
大
和
手
文
書
）

こ

こ
で

は
、

資

金

が
な

い

た

め
慨

然

歳

月

を

過

し

た
と

い
う

こ

の
大

事

業

を
自

費

で

と

い

う
と

こ

ろ
に

、

当

時

の
人

々

の
念

願

が

ど

れ

は

ど

の
も

の
で

あ

っ

た

か

が

わ

か
る

。
こ

れ
に

署

名

し

た

人

数

は

一
九

名

で

あ

る

が

南

箕

輪

で

一

三

名

を

占

め

て

い

る

。
そ

し

て

、

こ

れ
に

奥

印

し

た

村

の
代

表

者

た

ち

は
、

困

っ

た
人

た
ち

を

救

う

だ
け

で

な

く

、

国

益

の
一

端

を

開

く

か

ら

御

採
用

い
た

だ

き

た

い
と

い

っ

て

い
る

。

前
顕
井
堰

ノ
儀
協
議

ヲ
皐

シ
国
益
ノ
一
端
ヲ
開

キ
且
ツ
国

家
授

産
ノ
基
本
ト
モ
仕

り
度

ク

候
間
御
採
用
成

シ
下

シ
置

カ
レ
度

ク
此
ノ
段

奥
印
ヲ
以

テ
願
イ
上
ゲ
奉

り
侯
以
上

明

治
十
年

一
月

十
四
日

南
第
十

七
大
区

八
小
区
南
箕
輪
村

副
戸
長
　

原
　
　

信
吾

清
水
平
一
郎

有
賀
　

光
彦

有
賀
　
鍼

二

倉
田
　

三
郎

戸
　

長
　

高
木
　

省
三

長
野
県
権
令
　
楢

崎
寛
直
殿

（
大
和

手
文
書
）

こ

の
願

い

書
に

対

し

て
県

権

令

は
、

朱

書

を
以

て
沿

堰
村

々

と
下

流

の
村

々

の

示

談

が

ゆ

き

と

ど

い

た
上

で
再

提

出

せ

よ

と
、

書

類

は

一
応

却

下

さ

れ

た

。

こ

れ

は
、

今

も

昔

も

か

わ
ら

ぬ
御

役

所

の

こ
と

ば
で

あ

る

が
、

民

間

で

実

際

に

は
示
談
を
遂
げ
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と

で
は
な
い
。
そ
の
示
談
に
は
、
ま
ず
諏

訪
関
係
で
揚
げ
口
の
了
解
を
と
り
つ
け

る
こ
と
が
あ
宍

次
に
長
い
堰
筋
の
途

中
の
村
々
と
の
示
談
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
難
問
題
の
は
か
に
資
金
の
調
達
と

い
う
大
き
な
仕
事
が
あ
る
。
資
金
に
は

そ
の
出
資
者
を
見
出
す
こ
と
と
、
そ
れ

を
民
間
で
ど
の
よ
う
に
負
担
し
返
済
す

る
か
の
問
題
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
大
規

模
に
な
れ
ば
な
る
だ
け
困
難
度
が
ま
し

て
く
る
。

し
か
し
、
明
治
の
先
人
た
ち
は
こ
の

難
問
題
の
前
で
ひ
る
む
こ
と
な
く
、
果

敢
に
ま
た
細
密
に
そ
れ
と
と
り
く
ん
で

い
っ
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
跡
を
南
箕
輪

の
先
人
た
ち
の
動
き
を
中
心
に
し
て
記

す
こ
と
に
す
る
。

ア
　
井
筋
の
計
画
と
開
田
計
画

の ー④井筋

図4 -30　 明治九年の西 天竜計画井筋①②⑤④

明

治

九
年

の
新

井

筋

（
西
天
竜
）

の
計

画

は
、

図

４
－
3
0
の
よ

う

に

二

筋

あ

っ

た

。

定
約
書
ノ
事

て

堰
幅

底
四
囲

、
但

シ
難
場
（

底
二
間
半

、
是
（

諏
方
郡
新
倉

耕
地

ヨ
リ
天
竜
分
水

、

南
箕

輪
村
神
子
柴

耕
地
迄

通
水
ノ
事

一
、
堰
幅

底
弐
囲

、
是
（

伊

那
富
村
今
村
耕
地

ヨ
リ
大
横
川
堰

キ
上
ゲ
、
南
箕
輪
村
大
泉

耕

地
南

ニ
テ
下
井

卜
合

水
ノ

事

4 招



水 を求 めて第１節

て

堰
幅
底
二
間
、
是
（

三
里
村
辰
野
耕
地
養
水
堰
切
り
広
メ
掘
り
続
ケ
伊

那

富

村

宮

木
・
新
町
両
耕
地

へ
通
水
大
横
川
古
田
用
水
ノ
替

工
水

二
致

シ
候
事

以
下

略

（
塩
ノ
井
大
束
文
書
）

第

一

は

、

今

の
西
天

竜

の
よ

う

に

諏

訪

郡

新

倉

耕

地

よ

り

揚

水

し

て

、

神

子

柴

耕

地

ま

で

の
井

筋

を

計
画

し

た

。

第

二

は
大

横

川

の
水

を

今

村

耕

地

で

楊

水

し

大

泉

耕

地

の
下

井

へ
落

と

す

が

、

こ

の

水

は
大

横

川
下

流

の
宮
木

・

新
町

の
古
田

に

影

響

す

る

の

で

、

そ

れ

を
天

竜

川

か

ら

楊

水

し
、

辰

野
耕

地

の
用

水

を
切

り

広

め

て
営

繕

し

て

補

う

。

つ

ま

り
大

横

川

の

水

と
天

竜
川

の

水

と

を
替

え

水
に

す

る

と

い
う

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う
に

し

て
、

天

竜
川

の
水

で
西

部

地

帯

を
上

下

両

井

に

よ

っ

て
潤

お

そ

う

と

い

う

の

で

あ

る

。

な

お

こ

の
外

に

富

田

耕

地

の
水

は
、

や

は

り
大

横

川

水

源

か

ら
求

め

ら

れ

る

よ

う
に

な

っ

て

い

る

の
で

、

冲

は
リ

替

え

水

と

考

え

ら

れ

て

い

た

よ
う

で

あ

る

。

富
田
耕
地
ノ
儀
（

大
横
川
水
源
ヲ
引

キ
饌

メ
字
白
拍
子
岸
ノ
凹
ミ
ョ
リ
霧
沢
山
ヲ
廻

シ
帯

無
川

二
落

シ
催
場
所
升
水
ヲ
箱
様
…
…
別
井
ヲ
引

キ
候
儀
…

と

あ

る

。
こ

れ

は
富

田

耕

地

の
費

用

に

よ

っ
て

や

る

こ

と

に

な

っ
て

い
る

が

、

や

は
り

こ

の
「

定

約

書

」

に

二

名

が

加

わ

っ
て

い
る

。

こ

の
二

筋

の
井

筋

に

よ

っ
て

西

部

地

帯

に

水

を

求

め

よ

う

と

す

る

考

え

は

、

実

は

伝

兵

衛

井

の
こ

ろ

沢

村

・

大

出

村

の
人

も

持

っ
て

い
て

、

諏

訪

領

か

ら

水

を

揚

げ

る

了

解

は

引

き

受

け

る

か

ら

仲

間

に

し

て

く

れ

と

申

し

出

て

い
た

の

で

あ

る

。

こ

の
時

、

箕

輪

領

を

仲

間

に

入

れ

る

の

は

良

く

な

い
か

ら

話

合

い
は

す

る

な

と

い

う

こ

と

で

、

高

遠

領

だ

け

の

伝

兵

衛
井

と

な

っ
た

の

で

あ

る

。

い
ま

や

御

一

新

を

迎

え

て

そ

ん

な

領

地

の

境

も

な

く

な

っ
た

の

で

、
伝

兵

衛

井

よ

り

は

は

る

か

に
大

き

い
計

画

と

な

っ

た

の

で

あ

ろ

う

。

し

か

し

、

上
下

両

井

に

よ

り
横

川

川

と

の
替

え

水

と

い

う

構
想

は
伝

兵

衛

井

と
同

じ

で

あ

っ

た

。

上

下

両

井

と

い
う

の

は
甲

乙

堰

と

な

っ
て

い
る

。

甲
堰
…
諏
訪
郡
川
岸
村
よ
り
天

竜
川
楊
げ
込
み
、
南
箕
輪
村
に
至
る
。
此
の
里
程
六
里
弐

拾
町

乙
堰
…
伊

那
富
村
大
横
川
通
り
今
村
地
方
よ
り
楊
げ
込
み
、
深
沢
に
て
甲
堰

へ
合

併
、
此

の
里
程
弐
里
三
拾
壱
町

こ

の

計

画

は

綿

密

で

、

全

線

に

わ

た

っ
て

詳

細

に

立

て

ら

れ

て

い

る

。

し

か

し

、

こ

の

上
下

井

構

想

は

沿

堰
村

と

の

交
渉

の
中

で
、

成

立

し

な

く

な

っ

た

。

さ

て
、

当

初

の
計

画

で

は

三
〇

〇

町

歩

と

い

う
計

画

で

あ

っ

た

が
、

そ

れ

が

だ

ん

だ

ん

広

く

な

っ

た

の

か
、

明

治

一

七
年

に

は
南

箕

輪

だ

け

で

三
〇

〇

町

歩

余

に

な

り

全
体

で

は

六
〇

〇

町

歩

余

に

な

っ

て

い

る

。
本

村

の
計

画

は
次

表

の

よ

う

で

あ

っ

た

。

天
竜
川
新
堰
畑
田
成
り
反
別
見
込
み

て

畑
反
別
　

一
〇
四
町
一
四
畝
二
〇
歩
　

久
保
両
割
耕
地
分

一-一一

μ　　 μ　 μ　 μ

-

//

-

μ

六
五
町
○
○
余

六
八
町
八
五
畝

一
七
町
四
五
畝
二
八
歩

四
五
町
五
〇
畝
余

二
〇
町

○
○
畝
余

八
町
七
四
畝
○
八
歩

大
泉
耕
地
分

北
殿
　

″

南
殿
　

″

田
畑
　

″

神
子
柴

″

沢
尻
　
μ

合
計
三
二
九
町
六
反

九
畝
二
六
歩

天

竜
堰
注
水
畑
田
成
り
反

別
取

り
調
べ
の
処
前
記
の
通
り
御
座
候
間

此
の
段
上
申
仕

り
候

也

明

治
十
七
年
十
二
月
十
二
日

（
塩
ノ
井
大
東
文

書
）

イ
　

資

金

の

調

達

と

返

済

の

方
法

こ

の
大

事
業

を
自

費

で

と

い
う

こ

と

は
大

変

な

こ

と

で

あ

る

。
自

費

と

い

っ

て

も

三

か
村

一

一
部

落

の

歩

調

を

ま

ず

揃

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

そ

こ

で
相

互

に

む9
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資

金

の
抵

当

を
出

そ

う
と

申

し

合

わ
せ

た
上

で
、

次

の

一
札

を
事

業

請

負

者

と

取

り
替

わ
し

て

い

る

。

こ

れ
に

は
五

〇

余

名

の
各

耕

地

代

表

が

連

署

し

て

い

る

。

取

為
替

一
札

ノ
事

・：
（
前
略
）
…
新
堰
目
論
見

畑
田
成

り
開
墾

ノ
儀
（

年
来

ノ
志
願

二
候
処
、
大
業

ニ
テ
自

カ

ユ
及

ビ
難

ク
罷

り
在

り
候
処
、
今
般
貴
殿
方

二
於
テ
、
井
堰
営
繕
諸
入
費
残
ラ

ズ
御
引

キ
請
ケ
ノ
御
談
判
下
サ

レ
候

二
付

キ
、
村

々
耕
地
決
議
ノ
上
右
営
繕
方
御
依
頼
申

ス
処
相

違
御
座
無

ク
、
然

ル
上
（

堰
路
落
成
通
水
ノ
節
（

銘

々
開
拓
水
ロ

コ
レ
有

ル
丈
成
功
致

シ

残
水

コ
レ
無

キ
様
致

ス
可

ク
、
右
水
税
ト

シ
テ
壱
反

二
付

キ
金
十
弐
円

卜
定

メ
三
ヵ
年

二

相
納

メ
申

ス
可

ク
侠
。
尤

モ
水
税
金
皆
済
迄
開
田
ノ
反
畝
歩
抵
当

二
致

シ
証
書
相
渡

シ
置

キ
申

ス
可

ク
、
其
ノ
外
別
紙
定
約
書

ノ
通
り
委
任
致

シ
聊

力
違
失
コ

レ
無

キ
段
、
依

ツ
テ

村

々
耕
地
惣
代
連
印
証
差

シ
上
ゲ
申

シ
侯
　

以
上

明
治

九
年
十
二
月

（
塩

ノ
井
大
束
文
書
）

こ

こ

で

は
、

村

々
耕

地

の
各

人

が

開

田

予

定

地

の
全

部

を
抵

当

に

し

て
通

水

を

待

ち

、

通

水

成

功

後

は

一
反

歩

に

つ
き

コ

ー円

の
水

税

を
三

年

間

で
皆

済

す

る
と

決

議

し

、

そ

の
証

書

を
渡

し

て
工

事

を
依

頼

し

て

い

る

。

な

お
、

こ

の

こ

ろ

の
連

名

の
中

に

南

箕

輪

の
各

耕

地

代

表

一

七
名

が
も

ち

ろ

ん

加

わ

っ

て

い

る
が

、

こ

の
契

約

を

す

る
前

に

「
定

約

書

」

が

お
互

い

の
間

で
取

り

加

わ

さ

れ

て

い

る

。

そ

れ
に

は
詳

細

な

井

筋

の
計

画

が

示

さ

れ
、

各

耕

地

の
総

代

が

相

談

す

る

こ
と

も

多

か

っ

た

の
で

、

旅

費

一
日

二
五

銭

、

弁

当

代

一
〇

銭

を
請

け

負

い
方

で
支

払

う

こ
と

に

な

っ

て

い

る

。

各

耕

地

で

規

定

を
定

め

た

だ
け

で
な

く
、

特

に

南

箕

輪

と

中

箕

輪

と

の
間

で

約

束

し

た
規

定

も

あ

る

。

そ

れ
に

は
通

水

が

で

き

た
と

き
、

両

箕

輪

の
分

水

を
公

平

に

し

よ

う
と

し

て
、

反

別

割

り

の
と

り

き

め

を
枡

口

割

り
に

し

、

井

筋

の
維

持

管

理

の
方

法

を
定

め

た

の
ち

、

次

の
よ

う
に

結

ん

で

い

る

。

両
箕
輪
定
約

の
事

…
…
乙回
略
…
…

一
、
方
今
物
産
増
殖
ノ
御
主
意
ヲ
奉
戴

シ

ー
同

憤
発
斯
ノ
如
キ
大
業

ヲ
興

シ
候
上
（

情

実

淳
朴
ヲ
胸
ト

シ
戮
力
協
心
成
功
ヲ
要

ス
ペ
キ
コ
ト

（
塩
ノ
井
大

束
文
書
）

明

治

九

年

の
こ

の
定

約

書

に

は

南

箕

輪

側

か

二

一

名

、
中

箕

輪

側

か

四

一

名

連

署

し

て

、

団

結

と

決

意

を
述

べ
て

い

る

。

各

耕

地

内

の
結

束

に

つ

い
て

は

、

久

保

耕

地

の
「

確

約

書

」

が

残

っ
て

い
る

。

そ

れ
に

よ

る
と

、

今

度

興

業

社

が

新

倉

地

籍

か
ら

神

子

柴

ま

で

通

水

を

計

画

し

た

。
「

新

堰
通

水

の
成

否

に

拘

ら

ず
」

と
、

ま

だ
成

功

す

る

か
否

か

は
不

明

で

あ

る

が

、

そ

れ

だ

け

に

約

束

を

固

く

し

て

お

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ
た

の
で

あ

る

確
約
書
記
　
　
　
　
　
　
　
　

久
保
耕
地

…
前
略
…

一
、
通
水
ノ
節
（

彼
我
私
情
ヲ
捨
テ
便
利

二
就
キ
公
平

二
執
り
斗
イ
、
勝

手
自
彊

ノ
儀

コ

レ
無
キ
様
致

ス
可

キ
事

て

新
堰

落
成
致

シ
候
迄
諸
談
事
何
事
二
寄

ラ
ズ
自
己
勝

手
ヲ
主
張

シ
不
出
勤
等

決
シ
テ

コ

レ
無
キ
様
致
ス
可

キ
事

…
後
略
…

明
治
九
年
十
二
月
一
日

（
塩
ノ
井
大
束
文
書
）

久

保

耕

地

と

い

っ

て
も

む

ろ

ん

塩

ノ
井

も

入

っ

て

い

て
、

二

七
名

が
名

を
連

ね

て

い

る

が
、

捺

印

の

な

い
大

も

七
人

あ

っ

て
当

時

の
複

雑

な

事

情

を
し

の
ぼ

せ

て

い

る

。

こ

の

よ

う
に

定

め

た
上

は
固

く
守

っ
て

、

み

だ

り
に

社

外

の
人

の
言

に

迷

わ

さ

れ

た

り
、

途

中

で

脱

社

す

る

こ
と

の
な

い
よ

う

に

と

念

を

お
し

て

い

る

。

こ

の
よ

う

に

し

て

各

耕

地

の
結

束

も

で

き

た

の
で

あ

ろ

う

か
、

井

堰

開

発

の
契

約

は

次

の
よ

う

に

成

立

し

た

。
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第１節　水を求めて

一
札

ノ
事

井
筋
開

墾
上
願

二
付

キ
沿
堰
村

々
示
談
行

キ
届

キ
差

シ
障

ジ
コ
レ
無

キ
上
（

井
筋
営
膳

費
引

キ
請

ケ
落
成
水
勢

二
随

イ
水
口
取
極

メ
約
定
書
ノ
儀
迄
舎
中
協
議
ノ
上
取
替
ワ

シ
約

定
申

ス
可

ク
候
、
万
一
不
行

キ
届

キ
候
共
其
ノ
節
云
云

コ
レ
無

ク
侠
　

以
上

明
治
十
年
二
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡

辺

嘉

七
⑩

矢
崎
儀
左
衛
門
⑩

南
第

十
七
大
区

八
小
区
南
箕
輪
村

久

保
耕
地
　

倉

田

信

一
殿

″
　
　

穂

高
孫

三
郎
殿

大

泉
耕
地
　

清

水

宇

宅
殿

北
殿
耕
地
　

有
賀
又

七
郎
殿

（
塩
ノ
井
大
束
文
書
）

明

治

一
〇

年

四

月

に

だ

さ

れ

た

新

堰
仕

様

帳

に

よ

る

と
、

開

墾
予

定

反

別

が

一

三
〇

町

歩

で
水

税

金

と

し

て

一
反

歩

コ

一
円

を
予

定

し

て

い

た

よ

う
で

あ

る

。
総

計

一

万

一
〇

〇

〇

円

余

の
工

費

と

人

足

六
万

四

〇

〇

〇

人

と

い

う
大

工

事

で

あ

る

。
天
竜
川
新
堰
仕
様
帳

記

川
岸
村

ヨ
リ
南
箕
輪
村
大
泉
川
迄

一
、
人
足
　

五
万
四
〇

六
四
人
　

但

シ
堰
幅
三
間
難
場
二
間
凡
ソ
里
程
三
六
一
六
間

此

ノ
賃
金

六
三
〇

八
円
　

井
堰
壱
間

二
付
キ
四
人
掛
り
但

シ

ー
人
十
二
銭
五
厘

一
、
人
足
　

一
万
〇
五

七
八
人
　

但

シ
難
場
築
キ
立
テ
石
垣
人
足
ノ
分

此
ノ
賃
銭
　

一
三
二
二
円
二
五
銭
　
　
　
　
　
　
　
　

但

シ

ー
人
十
二
銭
五
厘

・：
（
中
略
）・：

総
計
金
　
　

九
五
九
六
円

六
五
銭

外

二
金
　

一
九
三
七
円

七
八
銭
　

是
（

大
横
川
今
村
耕
地

ヨ
リ
大
出
迄
新
堰
仕
様
諸
費

合
計

金
　
　

一
万

一
五
三
四
円
四
三
銭

開

墾
見
込
ミ
反

別
　

一
三
〇
町
歩
　

此
ノ
水
税
金

一
万
五

六
〇
〇
円
但

シ

ー
反

二
付

キ
金

十
二
円

明

治
十
年
四
月

中
箕
輪
村
　

大
出
耕
地
惣
代
　

丸
山
藤
三
郎
⑩

り
　
　μ
　
　
　
田

中

一

角
⑩

南
箕
輪
村
　

久

保

″
　

″
　

穂
高
孫
三
郎
⑩

大

泉

″

″
　

清

水

宇

宅

⑩

北

殿

″
　

″
　

有
賀
又

七
郎

⑩

南
殿

″

″
　

有

賀

光

彦

⑩

三
里
村
事
務
扱

所
御
中

（
塩
ノ
井
　

大
東
文

書
）

先

に

述

べ

た
興

業

舎

の
開

拓

計

画

の
「

西

天

竜

開

拓

二
付

キ
取

為

替

書
」

と

、

こ

の
計

画

の
「

取

為

替

一

札

の
事

」

の
内

容

が

極

め

て

酷

似

し

て

い

る

。
異

な

る

点

は
前

者

に

あ

っ
て

は
文

中

「

興

業

舎

」

と

あ

る

の
に

後

者

で

は
「
貴

殿

」
と
な

っ

て

お
り

、

水

税

が

前

者

で

は

一
反

歩

一
〇

円

で

あ

る

の

に

対

し

、

後

者

で

は

一

二

円

と

な

り

、

期

日

が

Ｉ
か
月

遅

れ

て

コ

ー月

に

な

っ
て

い

る

。

な

お

、

こ

の
計

画

で

は
資

金

を

諏

訪

郡

志

賀

村

の
矢

崎

儀

左

衛

門

ほ

か

八

人

が

同

盟

し

て

供

給

し

て

く

れ

る

こ

と

に

な

っ
て

い
る

が

、

こ

の
同

盟

が

興

業

舎

な

の

で

あ

ろ

う

か
。

取

為

替

書

や

後

者

の
願

い
書

等

に

署

名

し

た

人

だ

も

の

名

前

や

人

数

に

差

か

お

り

、

計

画

の

井

筋

の

道

筋

は

同

じ

よ

う

で

あ

る

が

、

大

き

さ

に

差

か

お

る

な

ど

、
㈲

一

の
計

画

な

の

か
別

の
計

画

な

の

か
判

断

に

苦

し

む
面

が

あ

る

。
し

か

し

、

僅

か

一

か

月

違

い
で
同

一

地
区

に

ほ

ぼ
同

一
内

容

の

計
画

が

し

か

も
願

い

人

が

重
複

し

て

存
在

す

る

と

考

え

る

こ

と

は
不

自

然

で

あ

り
、

二

つ

の
計

画

が
存

在

し

た

と

考

え

る

よ

り
、

期

日

の

進

む

に

つ

れ

て
計

画

や
賛

同

者

の
変

化

が

あ

っ

た

と

考

え

た

方

が

よ

い
よ

う

に

思

わ

れ

る

。

と

も

あ

れ
、

明

治

コ

ー年

に

は
県

の
力

添

え

を
受

け

ら

れ

る

よ

う
に

な

り
、

株
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式

方

式

に

よ

る

地
元

の

決

意

を

こ

め

た

契

約

書

が

で

き

て

相

互

の

結

束

を

か

た

め

、

た

と

え

数

十

年

か

か

っ
て

も

こ

の
計

画

が

成

功

す

る

に

至

る

ま

で

、

決

し

て

中

途

で

や

め

な

い
よ

う

に

と

契

約

を

加

わ
し

て

い
る

。

そ

れ

に

は

三

〇

〇

町

歩

の

開

田

を

予

定

し

一

株

三

〇

町

歩

の

Ｉ
〇

株

と

し

、

次

の

よ

う

に

株

主

と

な

っ
て

そ

の
経

費

一

株

一

〇

〇

〇

円

を

負

担

し

あ

っ
た

。

一
株
　

穂
高
孫
三
郎
　
　
　

一
株
　
木
下

彦
四

郎

一
株
　

清
水
平

一
郎
　
　
　

一
株
　

三
沢
理
三
治

一
株
　

清

水

宇

宅
　
　
　

四
株
　

大

槻

清

吉

一
株
　

高

木

械

三

明

治

一

七

年

こ

ろ

に

な

る

と

初

め

の

計

画

よ

り

広
域

に

な

っ
て

、

六

〇

〇

町

歩

の
開

田

見

込

み

と

な

り

、

費
用

も

三

万

六

〇

〇

〇

余
円

と

な

っ

て

い

る

。

一

日

の

賃

銭

が

二

〇
銭

、

米
一

升

が
四

銭

と

い
う
当

時

、

こ

の
大

金

を

返
済

す

る

こ

と

は

容
易

で

は

な

い

。

そ

こ

で

こ

の
返

済

に

つ

い
て

い
ろ

い

ろ

と
試

算

さ

れ

た

文

書

が

残

っ

て

い
る

が
、

い
ず

れ

も

Ｉ
〇

か
年

年

賦

返
済

に

な

っ

て

い

る

。

そ

の
内

訳

は

「
天

竜

川

新

堰

諸

費

予

算

」

と

「
開

田

年

々

収
穫

米

代

価
取

調

書

」

に
記

さ

れ

て

い
る

が

、

開
田

一
反

歩

か

ら

水
代

金

一

〇
円

ず

つ
支

払

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
勘

定

で

あ

り

、

き

び

し

い
も

の

で

あ

っ
た

。

ウ
　

沿

堰

村

と

の

示

談

ま

ず

、

新

井

堰

を

開

く

に

は

井

堰

の
揚

げ

口

の

村

と

の

示

談

が

成

立

し

な

け

れ

ば

こ

と

は

進

士

な

い
。

明

治

一

〇

年

一

一

月

に

は

次

の
よ

う

に

新

會

村

毎

げ
口

の
村
）
と

の
間

に

示

談

が

成

立

し

た

。

示
談

力
条
書

一
、
洽
堰
・
潰
地
ノ
儀
田
畑
耕
地
上
中
下

共
地
引

帳
代

価
拾
円

ノ
揚
所

二
付

キ
金
拾
参
円

ニ
テ
買
イ
請
ケ
申

シ
度
キ
事

一
、
芝
地
・
山
林

こ
早
野
等
ノ
儀
地
引

帳
代
価
拾
円

ノ
場
所

二
付

キ
金
拾
弐
円

ニ
テ
買
イ

請
ケ
申

シ
度
キ
事
（
但

シ
共
有
地
（

金
拾
円

）

て

宅
地
ノ
儀
（

実
地
見
斗
イ
別
段
ノ
御
相
談
申

シ
度
キ
事

て

堰
、
堰
沿
道
橋
梁
ノ
儀
（

今
般
限
り
差

シ
支

エ
ナ
キ
ョ
ウ
私
共
ニ
テ
橋
梁
相
架

シ
将

来
ノ
普
請
元
資
金
ト

シ
テ

ー
橋

二
付
キ
平

均

シ
テ
金
弐
円

ズ
ツ
御
渡

シ
申

シ
以

来
地

元

ニ
テ
普
請
並
ピ

ニ
修
復
コ

レ
ア
リ
度
キ
事

一
、
山
道
並

ビ
ニ
耕
地
道
猷

テ
御
指
揮
ヲ
受
ケ
差

シ
支

エ
コ

レ
無
キ
ョ
ウ
出
来
致
ス
ベ
キ

事

て

井
堰
幅
底
三
間
卜
致

シ
ク
キ
事

（

マ

マ

）

二

堰

路

掘

り

立

テ

中

御

立

チ

合

イ

コ

レ

ア

ル

諸

入

費

等

御

損

毛

コ

レ

ナ

キ

ョ

ウ

仕

払

イ

申

ス
事

右
ノ
通
リ
カ
条
書
ヲ
以

テ
御
示
談
相
願

イ
成
功

通
水
ノ
上
（

御
国

益
（

勿
論
井

ビ
ニ
窮
民

授
産
ノ
基
本
卜
相
成
ル
ペ
ク
候
間

只
管
願

イ
上
ゲ
侯
、
以

上

明
治
十
年
十
一
月

南
箕
輪
村
総
代
四
名
　

外
一
名
連
印
（
氏
名
略
）

諏
訪
郡
川
岸
村
荒
會
耕
地

戸
長
総
代

御
中

（
塩
ノ
井
大

束
文
書
）

こ

の
示

談

書

は

か

な

り

き

び

し

い
内

容

で

あ

る

が
、

と

に

か

く
成

功

し

た

。

次

に

途
中

の
村

々

と

の
示

談

で

あ

る

が

、
明

治

一
〇

年

一

二

月

現
在

の

情
況

は

次

の
よ

う

で

あ

っ
た

。

○
北
大
出
耕
地
　
願

い
村
で
も
あ
る
の
で
故

障
は
更
に
な
い
。

○
羽

場
耕
地
　
　

新
堰

に
よ
り
畑

が
田

に
な
る
の
で
故

障
は
な
い
。
但

し
、
願

い
村
に

は

○
新
町
耕
地

）
　
　

な
ら
な
い
。

○
宮
木
耕
地
　
　

故

障
は
い
さ
さ
か
あ
る
が
、
流
上
の
村

々
が
示
談
行

き
届

け
ば
、
故

障

○
宮
所
耕
地

）
　
　

は
し
な
い
。

○
今
村
耕
地
　
　

潰
地
の
分
一
名
が
迷
惑
筋
を
申
し
立
て
て
い
る
が
何

と
か
総
代

が
説
得

で
き
そ
う
で
あ
る
。

×
辰
野
耕
地
　
　

二
十
度
も
交
渉
し
た
が
こ
の
耕
地
だ
け
は
示

談
が
ま
と
ま
ら
な
い
。
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辰

野

耕

地

の
理

由

は
、

山

際

の
狭

い
耕

地

を
更

に

狭

く

す

る

だ

け

で
開

田

す

る

予

定

も

な

い
と

い
う

に

あ

る
、

そ

こ
で

条

件

と

し

て
霧

沢

山

の

入
会

権

を

く

れ

た

ら

応

じ

る

と

い
う

。

し

か

し
、

そ

れ

は

到

底
受

け

入

れ

ら

れ

る

条
件

で

は

な

い

。

願

い
村

か
ら

も

二

十

数

回

交

渉

に

及

ん

だ

が
、

辰

野

耕

地

内

も

欣

々

ご

う

ご

う

で

、

総

代

で

は

お

さ

め

ら

れ

な

い
状

態

で

あ

っ

た

。
そ

の
中

で

注

目

す

べ
き

意

見

は

、

安

政

年

間

に

で

き

た

旧

井

堰

が

取

り

入

れ

口

で

差

し

支

え

て

通

水

し

て

い
な

い

が
、

こ

れ

を
利

用

し

た

ら

と

い

う

の

で

あ

っ
た

。

し

か

し

、

こ

れ

も

ま

と

ま

ら

な

か

っ

た

。

い

く

ら
国

益

授

産

と

い

っ

て

も

人

々

は

騒
然

と

す

る

だ

け

で
、

願

い

村

か
ら

は
県

庁

へ
説

諭

を
願

い
、

辰

野

耕

地

か

ら

は
嘆

願

書

が

だ

さ

れ
、

そ

れ

ぞ

れ

の
申

し

分

を

主

張

し

て

、

解

決

の
き

ざ
し

は
見

つ
け

ら

れ

な

か

っ

た

。

一

方

で

、

大

横

川

か

ら

の
上

の
井

堰

に

つ

い
て

は

、

羽

場

耕

地

も

北

大

出

耕

地

も

故

障

は

な

か

っ

た

。

井

筋
目
論
見

一
、
伊

那
富
村
今
村
耕
地
字
蓮
台
場
よ
り
大
横
川
揚
げ
井
大
出
耕
地
迄
通
水

、
井
幅
弐
間

て

右
大
横
川
掛

り
古
田
用
水
為
替
諏
訪
郡
新
倉
耕
地
字
雲
渕
よ
り
天
竜
川
揚
げ
井
大
横

川
迄
通
水
、
堰
幅
弐
間

前
条
開
墾

の
儀
は
物
産
御
国
益
の
儀
深
く
志
願
に
付
き
各
耕
地
へ
御
依
頼
申
し
共
に
御
尽

力
成
し
下
さ
れ
迅
速

の
御
示
談
願
上
げ
奉
り
候
　

以
上

（
塩
ノ
井
大
東
文
書
）

こ

れ

に

対

し

て

、
羽

揚

・
北

大

出

両

耕

地

か

ら

の

返

答

は
、
「
前

書

き

目

論

見

井

筋

に
付

き
故

障

之

な

く
候

」

と
、

一
度

は
賛

成

し

て

も

ら

え

た

。

し

か

し
、

こ

の
こ

と

は
辰

野
耕

地

と

の
示

談
交

渉

の
中

で
成

立
し

な

く

な

り
、

実

現

し

な

い

こ

と

に

な

っ
て

し

ま

っ
た

。

差

シ
出

シ
申
ス

ー
札

ノ
事

・：
前
略
・：

一
、
横
川
川

ヨ
リ
為
替
水

ノ
義
ヲ
唱

工
不
都
合
ノ
取
り
斗
イ
（

致

ス
マ
ジ

ク
、
必
ズ
天
竜

水
ヲ
以

テ
た
噺

二
致

シ
決

シ
テ
該
水
源

二
差

シ
障

り
等
仕

ル
マ
ジ

キ
事

右

条
々
相

触
レ
候
ワ

バ
此
ノ
証
ヲ
以
テ
再

ビ
揚
ゲ
堰
ノ
功
（

成
サ
ザ
ル
モ
ノ
ト

シ
決
シ
テ

依
頼
致

ス
間
敷

ク
依

ツ
テ
確
証
件
ノ
如

シ

明

治
十
二
年
八
月

南
箕
輪
村
起
業
人
　

穂
高
孫
三
郎

高

木

械

三

上
辰
野
耕
地
惣
代
御
中

（
塩
ノ
井
大
東
文
書
）

つ
ま

り

、

横

川

川
下

流

の
上

辰

野

耕

地

が

こ

の
替

え

水

に
反

対

し

た

の

で

、

決

し

て

替

え

水

を

し

な

い
こ

と

に

な

っ
た

の

で

あ

る

。

こ

の

こ

と

は
長

野
県

令

に

も

次

の

よ

う

に
届

け

ら

れ
、

こ

の
写

し

は

上

・
下

辰

野

へ

も
起

業

大
総

代

か

ら
知

ら

せ

て

確
証

と

し

た

。

記

兼
ネ
テ
大
横
川
通

り
旧
今
村
地
方

ヨ
リ
新
堰
開
設
ノ
儀
出
願
致

シ
置
キ
候
処
、
今
回
本

県

御
出
張
小
原
忠
道
殿
ヨ
リ
該
新
堰
（

詮
議
ノ
次
第
之
有
り
見
合
ワ
セ
候
様
御

達

シ

ニ

付

キ
、
即

チ
見
合
ワ
セ
申

シ
候
。
此
ノ
旨
申

シ
置
キ
候
也
。

明

治
十
二
年
八
月
廿
八
日
　
　
　
　
　
　

起
業

人
惣
代
四
名
連
署

（
氏
名
略
）

長
野
県
令
楢
崎
寛
直
殿

（
前
同
文
書
）

願

い
人

の
示

談

交

渉

が

ゆ

き

詰

ま

り

、

明

治

コ

ー年

に

は

時

の

郡

長
伊

谷

脩

が

再

三

示

談

を

す

す

め

た

。

翌

年

も

強

力

な

説

諭

が
行

な

わ

れ

、

二

月

七

日

に

は
下

辰

野

と

、

四

月

七

日

に

は

上

辰

野

と

示

談

が

よ

う

や

く

ま

と

ま

っ
た

。

天

竜
川
新
堰
掘
賓
示
談
ノ
証

第

一
条
　
新
堰

潰
レ
地

ノ
儀
（

現
在

ノ
地
種

二
就

キ
…
…
其
ノ
坪
数

二
応
ジ
収
穫
ノ
金
額

ヲ
歳

々
起
業

方
ヨ
リ
相
渡

シ
申

ス
可

ク
候
事

第
二
条
　

道

路
橋
梁
等
ノ
儀
（

起
業
方

ニ
テ
永
世
之
ヲ
修
繕

シ
潰

レ
地

ヘ
（

毛
頭
失
費
相

掛

ケ
申

ス
マ
ジ
タ
候
事

むJ
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第
三
条
　

新
規
開
繋
新
堰
ク

レ
バ
下
辰

野
（

故
更
冗

費
モ
相
嵩
ミ
況

ン
ヤ
耕
耘

二
多
少
不

便
ヲ
生
ゼ
ン
事
ヲ
酌
量

シ
掘
賓
着
手
年
部
ヨ

ジ
十
ヵ
年
間
歳

々
十
二
月
廿
五
日
限
り
自

今
普
段
ノ
入
費
金
ト
モ
併
セ
テ
前
顕
ノ
金
額
相
渡

ス
ペ
シ

第
四
条
　

新
堰
ノ

ク
メ
漏
水
ヲ
生
ジ
既

二
同
耕
地
田
養
水
へ
浸
入

シ
冷
度
ノ
患
イ
ヲ
ナ

ス

ベ
キ
…
…
寒
一
暖
計
ヲ
以
テ
相
試

シ
…
…
収
穫
米
ヲ
十
分

シ
其
ノ
五
分
ノ
割
ヲ
以
テ
損
害

要

價
ト
シ
テ
起
業
方
ヨ
リ
相
渡
ス
ベ
シ

第
五
条
　

新
堰
通
水
ノ
上
畑
宅
地
等

へ
漏
水
ア
ル
時
節
（

実
地

二
臨
ミ
全
ク
難
渋

二
至
ル

時
（

本
人

へ
迷
惑

二
相
成
ラ
ザ

ル
ヨ
ウ
起
業
方

ニ
テ
取
り
斗
ウ

ペ
シ

第
六
条
　

新
堰
脹
溢

シ
新
堰
下

ノ
田
畑
宅
地
其
ノ
他
ノ
要
地
へ
土
砂
押

シ
込
ミ
損
害

二
罹

ル
モ
ノ
（

其

ノ
時

々
起
業
方

ニ
テ
相
償
イ
地
主
へ
迷
惑
相
掛
ケ
申

ス
マ
ジ

ク
候
事

第
七
条
　

新
堰
井
底
（

二
間
ク
ル
ペ

シ

右
条
約
相
整
イ
候
上
（

該
堰
目
論
見

二
対

シ
決

ビ

ア
云

々
苦
情
ア
ル

マ
ジ
ク
候
、
依

ツ
テ

約
定
ノ
証
件
ノ
如

シ

明
治
十
三
年
二
月
七
日
　
　
　
　
　

三
里
村
下

辰
野
惣
代
　

五
名
（
氏
名
略
）

南
箕
輪
村
惣
代
　
　

高

木

械

三

″
　
　

穂
高
孫
三
郎

″
　
　

清

水

宇

宅

中
箕
輪
村
　

″
　
　
　

四
名
（
氏
名
略
）

こ

の
よ

う

に

し

て
沿

堰

村

々
と

の
示

談

が

ゆ

き

と

ど

い

た
。

そ

の
条

件

は
下

辰

野

と

上

辰

野

両

耕

地

の
迷

惑

を

全

部
取

り

除

い

た
も

の
で

あ

っ

た
。

こ

れ

ら

の
難

交

渉

に

南

箕

輪

村

と

中

箕

輪

村

の
代

表

だ
け

が

熱

心

に

当

た

っ

て

い

る
こ

と

は

注

目

し

て

よ

い

だ

ろ

う

。

こ

れ
で

よ

し

、

と

安

心

し

た

の
も

束

の
間

、

思

わ

ぬ
こ

と

か
ら

伊

那

富

村

の
宮

木

耕

地

と

新

町

・
北

大

出

・
羽

場

の
三

耕

地

と

の
間

に

伝

兵

衛

井

に

関

し

水

利

権

の
争

い
か

お

り
、

そ

れ

が
も

と

で
示

談

が

こ

じ

れ

て
し

ま

っ

た

。
明

治

一
四

年

八

月

の

「
願

い
書

」

は
次

の

よ

う
に

語

っ

て

い

る

。

願
　

書

新
堰
起
業
人
共
願
イ
上
ゲ
蛸

：
宮
木

・
新
町
・
羽
場
・
北
大
出
等
夫
々
示
談
致

シ
タ
ク

示
談
書
別
紙

ノ
通
リ
草
稿
ヲ
脱

シ
…
…
…一五
図
ラ

ン
ヤ
宮
木
耕
地

卜
新
町
外
二
耕
地
ト

ニ
紛

争
相

生
ジ
…
…
到
底
事

コ
コ
ニ
止

マ
ザ

レ
バ
止

ム
ヲ
得
ズ
願
イ
出
デ
候
、
旧
来
ノ
葛
藤
（

付

キ
合

ワ
サ
ズ
シ
テ
示
談
速

ヤ
カ
ニ
行

キ
届

キ
申

ス
ペ
ク
候

ヨ
ウ
四
耕
地
ノ
私
事
ヲ
混
浸

セ
ザ

ル
ヨ
ウ
早

々
御
呼

ビ
立
テ
御
申

シ
聞

カ
セ
下

シ
置

ガ
ン
ダ
ク
願
イ
上
ゲ
候
。

明
治
十
四
年
八
月
二
日

上
伊

那
郡
南
箕
輪
村
惣
代
　

穂
高
孫
三
郎

高

木

械

三

上
伊
那
郡
郡
長
　

伊
谷

俯
瞰

（
塩

ノ
井
大
束
文
書
）

こ
の
宮
木
耕
地
の
主
張
は
、
天
竜
川
の
水
を
伝
兵
衛
井
で
通
水
し
て
大
横
川
の

水
と
替
え
る
と
い
う
約
束
だ
っ
た
の
に
、
天
竜
か
ら
の
揚
水
は
で
き
ず
に
止
ま
っ

て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
大
横
川
上
流
か
ら
三
耕
地
へ
の
伝
兵
衛
井
だ
け
は
通

水
し
て
い
る
。
こ
の
不
合
理
を
解
決
せ
よ
と
い
う
主
張
で
あ
っ
て
な
か
な
か
強
硬

で
あ
る
。
時
の
郡
長
へ
の
願
い
書
は
し
き
り
に
そ
の
非
を
な
ら
し
、「
一
己
の
私

利
を
む
さ
ぼ
る
も
の
」
だ
と
か
、
「
頑
夢
」
だ
と
か
い
う
が
な
か
な
か
ま
と
ま
ら

な
い
。

こ
の
宮
木
と
の
示
談
が
頓
挫
し
て
い
る
と
き
に
、
新
町
が
ま
た
ま
た
難
題
を
言

い
た
し
た
。
新
町
・
北
大
出
・
羽
場
三
耕
地
は
、
示
談
の
草
稿
が
で
き
て
い
た
の

に
新
町
だ
け
は
印
を
押
さ
な
い
。
郡
長
や
起
業
人
が
幾
度
も
交
渉
し
た
が
、
耕
地

へ
帰
っ
て
相
談
す
る
と
日
延
べ
を
願
っ
た
り
し
て
な
か
な
か
承
知

し
な

い
。
結

局
、
伝
兵
衛
井
を
切
り
広
め
延
長
す
る
こ
と
は
、
上
流
の
宮
所
・
宮
木
が
承
諾
し

な
い
う
ち
は
、
口
で
は
賛
成
し
て
も
書
面
に
は
で
き
な
い
と
言
い
張

る

の
で

あ

郡
役
所
へ
起
業
人
総
代
と
三
耕
地
総
代
が
呼
び
出
さ
れ
、
話
し
合
い
の
結
果
、

上
流
の
宮
木
・
宮
所
と
の
示
談
が
で
き
る
ま
で
、
三
耕
地
の
示
談
は
延
期
す
る
こ
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第１ 節　水を求 めて

と

に

な

っ

た

。

そ

れ

が
、

明

治

一

五
年

四

月

一

日

の

こ

と

で

あ

っ

た

。

示

談

が
長

び

き
、

何

十

回

と

な

く
各

耕

地

へ
赴

く
労

力

も

大

変

だ

が
、

費

用

も

か

さ

ん

で

き

て
初

め

の
予

定

を

は

る

か
に

超

え

た
も

の

と

な

っ

て
し

ま

っ

た

。

新
堰
示
談
中
費
用
出
途
法

天
竜
川
新
堰
示
談
中
ノ
諸
費
用
（

未
ダ
実
費
ヲ
精
算

セ
ザ

ル
モ
、
頗

ル
相
嵩
ミ

タ
レ
ド
モ

示
談
半

バ
ニ
テ
其

ノ
手
続

キ
ヲ
成
サ
ザ

レ
ド
モ
追

々
結
果

二
至

ル
ニ
付
キ
既
住
将
来
ノ
費

用

二
充
ツ

ル
タ
メ

ー
株
百
円
ノ
見
積
リ
ヲ
以
テ
漸
次
徴
収
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。
但

シ
出
金
ヲ

成
サ
ザ
ル
モ
ノ
（

退
社
卜
認
メ
本
約
定
ノ
通
り
取

扱
ウ
モ
ノ
ト
ス
：
以

下

略
・：

明
治
十
五
年
三
月
廿
五
日
　
　
　

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
四
名
連
署
（
氏
名
略
）

中
箕
輪
村
三
名
連
署
（
　

″

）

（
塩
ノ
井
大
東

文
書
）

こ

の
と

き

き

め

ら

れ

た

出

県

等

の
日

当

は

一
円

五

〇

銭

で

あ

り

、

旅

費

は

一

里

程

一

五

銭

と

き

め

ら

れ

た

。

一

番

む

ず

か

し

い
と
思

っ
た

諏

訪

郡

と

三

里
村

（
上
下
辰
野
）

の
旧

伝

兵

衛

井

関

係

の
示

談
約

定

は

整

っ

た

の
に

、

三

里
村

関

係

の
三

耕

地

の
横

川

川

井

合

併

で

頓

挫

し

て

い

る

。
本

村

の
高

木

誠

三

と

清

水

平

一
郎

は

そ

の
窮

状

打

開

を
訴

え

て

「
新

堰
開

墾
地

上

申

」

で
参

事
院

議

官

安

場

保

和

に

上

申

し

て

い

る

。

こ

れ

は
非

常

な
明

文

で
、

こ

の
新

堰

の
来

歴

を
述

べ

た

あ
と

、

こ

の
堰

幅

は
二

間

半

と

し

て

い

る

が
将

来

は
四

間

半

と

す

る
目

的

を
持

っ
て

い

る

。

そ
う

す

る
と

信

濃

国

で

第

一

の
公

益

工

事

だ
と

明

言

し

、

開

墾

も

山

林

原

野

を
加

え

る
と

１
０

０

０

町

歩

を

下

ら

な

い
と

い

っ
て

い
る

。

エ
　

あ
と

一
歩

の
西

天

竜

西

天

竜

へ

の
意

欲

は
、

民

間

が

発

起

し

て

こ

の
大

事

業

に

取

り
組

ん
で

こ

こ

ま

で

き

た
が

、

あ
と

一
歩

と

い
う

と

こ

ろ
で

足

踏

み

し

て

い

る

。

前

述

し

た
よ

う

に

「

鍾

水

豊

物

」

の
碑

に

は
、

次

の
よ

う

に

述

べ
て

い
る

。

是
を
以
て
藩
政
時
代
以
来
先
覚

の
士

が
諏
訪
湖
よ
り
疎
水
し
て
水
田
を
開
拓
せ
ん
と
欲

し

た
る
こ
と
一
再
に
止
ま
ら
ざ
り
し
も
経
始
容
易
な
ら
ざ
る
を
以

て
実
現
を
見
ず
し
て
空

南
箕
輪
村
会
議
員
　

赤

羽

嘉

一
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し
く
数
十
年
を
経
た
り

実

現

を

見

ず

し

て

数

十

年

を

経

た

こ

と

は

確

か

で

あ

っ
た

し

、

そ

の

原

因

が

経

始
（
経
営

に
着

手
す
る
こ
と
）
が

容

易

で

な

い

こ
と

に

あ

る

こ
と

も

確

か

だ

が
、
「

空

し

く

」

数

十

年

を

経

た

と

は

思

え

な

い
。

実

現

を

見

な

い
と

い
う

意

味

で

空

し

く

と

記

し

た

と

思

う

が

、
明

治

の

初

め

か

ら

ず

う

っ

と

、
村

の
先

人

た

ち

は

一

耕

地

へ

の
示

談

に

数

十
回

も

足

を

運

ぶ

な

ど
真

剣

な

努
力

を

し

て

い

る

。

手

を

こ

ま

ね

い

て

た

だ

空

し

く
時

を
過

ご

し

た

の

で

は

決

し

て

な

か

っ

た

。

そ

の
間

、

次

の

よ

う

な
試

み

も

あ

っ

た

。

そ

れ

は
東

京

の
鳥

羽

家

幸

と
明

治

一

二
年

一
月

に

、

そ

の

こ

ろ
発

明

さ

れ

た

「

水
楊

げ
機

械

」

を
殷

殷

す

る
仮

約

定

証

が

と

り

か

わ

さ

れ

て

い

る

。

こ

の
機

械

に

よ

る

と
辰

野

耕

地

で
揚

水

で

き

る

の

で
、

諏
訪

と

の
面

倒

が

な

く
な

る
と

、

一
時

は
大

部

乗

り
気

で

あ

っ

た

が
、

県

の

指

導

も

あ

っ

て
中

止
に

な

っ

た

。

明

治

二

二

年

に

は
、

愛

媛

県

の
津

田

、

神

奈

川

県

の
中

野

と

い
う

二

人

と

申

し

合

わ
せ

書

を

取

り

か

わ
し

、

揚

井

工

事

を

請

負

わ
せ

よ

う

と

し

て

い

る

。

こ

の

こ

ろ

に

な

る

と

計

画

は
小

沢

川

ま

で

伸

び
て

、

開

田

面

積

も

コ

ーＯ

Ｏ

町

歩

に

な

り

開

田

一
反

歩

の
負

担

も

一

五

円

に

な

っ
て

い
る

が

、

こ

れ

も

実

現

し

な

か

っ

た

。

㈲
　

天

竜

川

用

水

路

開

墾

期

成

同

盟

会

明

治

二

二

年

に

郡

役

所

か

ら

有

志

で

な

く

、

村

の
事

業

と

す

る

よ

う

村

会

へ
決

議

を

要

請

し

て

い
る

。

こ

の
こ

ろ

は

起

業

人

に
伊

那

富

も

加

わ
り

、

さ

ら

に
伊

那

町

も

加

わ

っ
て

来

て

い
る

。

議
会
招
集
請
求
書

今
般
天

竜
井
開
繋
事
業
ノ
ク
メ
本
村
外
弐
力
村
組
合
会
組
織
ノ
儀
自
分
等
外
各
部
落
惣
代

ノ
資
格
ニ
テ
願

イ
出

デ
候

二
付

キ
テ
（

、
右
審
議

ノ
ク
メ
議
会
招
集
相
成

り
度

ク
町
村

制

第
囚
二
条

二
依
り
此
ノ
段
請
求
候
也

明
治
三
十
一
年
六
月



第４章 水と村の生活

赤

羽

只

雄

倉
田
孝
一
郎

征

矢

貞

治

南
箕
輪
村
長
　

松
沢
源
一
郎
殿

（
塩
ノ
井
大
束
文
書
）

こ

れ

は
、

い
ま

ま

で

数

十

年

も

熱

望

し

て

き

た

新

堰

が

で

き

ず

残

念

で

あ

る

が

、

農

工

銀

行

が

設

立

さ

れ

て

よ

う

や

く

事

業

に

着

手

で

き

そ

う

に

な

っ
た

。

つ

い
て

は

そ

の
銀

行

の
年

賦

償

還

金

を

借

り

受

け

る

た

め

、

組

合

会

の

組

織

を

つ
く

っ
て

欲

し

い
と

い
う

主

旨

で

あ

る

。

一

切

の
費

用

は

有

志

で

持

つ

が
、

組

合

会

（
伊
那
富
村
・
中
箕
輪
村
・
南
箕
輪
村
）
で

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ
た

の

で

あ

っ
て

、

こ

れ

に

も

大

勢

の
村

人

が

署

名

し

て

い
る

。

し

か

し

、

明

治

二

七

、

八

年

の

日

清

戦
争

、
同

三

七

、

八

年

の

日
露

戦
争

の

た

め

か

、

こ

の
事

業

は

進

展

し

な

か

っ
た

。

明

治

三

九

年

に

な

る

と

、
有

志

に

よ

る

「
天

竜

刑

水

路
開

墾

期

成

同

盟

会
」

が

結

成

さ

れ

、

西
天

竜

開

盤

を

郡

事
業

と

す

る

こ

と

を

請
願

し

た

。

こ

の

「
天

竜
用

水

路
開

館

期

成

同

盟

会
」

の
結

成

で
、

実

現

の
機

運

が
熟

し
、

明

治
四

三
年

に

は

郡
長

は
基

本

調

査

を
県

知

事

に

請

願

し

、

県

の
工

事
測

量

で
実

施
計

画

も

で

き

た

。

こ

の
期

成

同

盟

会

の

会
則

に

よ

っ

て

も
、

委
員

は
南

箕

輪

と
中

箕

輪

が

八
名

ず

っ

で

あ

り

、

や

は

り

運
動

の
中

心

勢
力

で

あ

っ

た

。

第
四

条
　
本

会
二
委
員
二

十
六
名
ヲ

オ
キ
左
項

ニ
ョ
リ
選
出

ス
ル

伊

那
富
村
　
四

人
　
　

中

箕
輪

村
　

八
人
　
　

南
箕
輪
村
　

八
人

西
箕
輪
村
　

二

人
　

伊

那

町
　

四
人

委
員

ノ
ウ
チ

ー
名
ヲ
委
員
長

ト
シ
委
員
ノ
互
選

ニ
ョ
リ
中
箕
輪
村
委
員
ノ
ウ
チ
ョ
リ
選

出

ス
ル
、
委
員

ノ
ウ
チ

ー
名
副
委
員
長
ト

シ
委
員
ノ
互
選

ニ
ョ
リ
南
箕
輪
村
委
員
ノ
ウ

チ
ョ

リ
選
出

ス
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
天
竜
用
水
路
開
墾
期
成
同
盟
会
会
則
）

明

治

四

五

年

七

月

二

〇

日

づ

け

で

南

箕

輪

か

ら

は

次

の

委

員

が

選

出

さ

れ

た

。

赤
羽
猪
兵
・
穂
高
信
二
・
原
信

∵

清
水
平
一
郎
・
伊

藤
三
十
郎
・
加

藤
金
弥
・
有
賀
忠

愛
・
池
上
象
次
郎

な

お
、

委

員

だ
け

で

な

く

、

関

係

部

落

か
ら

六

〇

名

の
協

議

委

員

が

選

出

さ

れ

た

。久

保
八
名
・
塩

ノ
井

六
名
・
大
泉
一
〇
名
・
北
殿
九
名
・
南
殿
七
名
・
田
畑
一
〇
名
・
神

子
柴

八
名

・
沢
尻
二
名

こ

の

よ

う
に

期

成

同

盟

会

が
で

き

、

郡

長

が
委

員

長

と

な

っ
て

先

進

地

栃

木

県

船

生

村

の
視

察

も

し

て

、

あ

と

一
歩

と

い
う

所

ま

で

迫

っ
た

。

し

か
し

、

実

際

に

土

地

所

有

者

別

の
調

査

書

を

出

す

段

に

な

っ
て

、

米

価

の
下

落

等

に

み

ま

わ

れ

、

提

出

し

な

い
町

村

も

あ

っ
て

、

足

並

み

が

く

ず

れ

、

ま

た

ま

た

頓

挫

し

て

し

ま

っ

た

。３
　

西

天

竜

誕

生

と

そ

の

後

大
正

七

年

富

山

県

に

起

こ

っ
た

米

騒

動

は

、

燎

原

の

火

の

よ

う

に

全

国

に

ひ

ろ

が

っ
た

。

ま

た

、

第

一

次
大

戦

の

教

訓

が

食

糧

の

自

給

に

あ

る

こ

と

か

ら
、

農
商

務

省

は

土

地

利
用

調

査

に

乗

り

出

し

、

そ

の

一

つ

と

し

て

現

西
天

竜

地
区

の

調

査

も

数

十

日

に

わ

た

っ
て

綿

密

に

調

査

さ

れ

た

。
（
そ
の
結

果
は
大
正

八
年
二

月
刊
「
長

野
県

上
伊

那
郡
西
天
竜

土
地
利
用
計
画

書
」
に

詳
し

い
）

こ

の

二

つ
に

刺

激

さ

れ
、

大

正

七

年

九

月

四

日

、

こ

こ

数

年

来

膠

着

状
態

に

あ

っ

た
期

成
同

盟

会

の
現

状

を

遺

憾

と

し

て

、
「
西

天

竜

用

水

開

館

期

成

同

盟

会

」

を

復

興

さ

せ

た

。

こ

の
同

盟

会

は

上
伊

那

郡
長

を

会
長

と

し
、

耕

地

整

理
組

合

発

足

ま

で

を

め

ど

に

具

体

的

活
動

に

入

り

、
大

正

八
年

一

一

月
、

遂

に

「
西

天

竜
耕

地

整

理

組
合

」

が

設

立

さ

れ

、
西

天

竜
用

水

の
開

墾

に

向

け

て

努
力

す

る

こ

と

に

な

っ

た

。

以

後
、

比

較

的

に
順

調

に
完

成

に
向

か

っ

て

進

む

こ

と
に

な

る

が
、

そ

の
用

水

路

の
開

盤
及

び
開

田

に

つ

い

て

は

「
第

六
章

第

五
節

四

西

天

竜

の
開

田

」

の
項

に

ゆ

ず

り
、

こ

こ

で

は
西

天

竜

が
江

戸

時

代

か

ら
明

治

・
大

正

・

昭

和

と

経

て
、

よ
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水 を求 めて節第 １

う

や

く
誕

生

し

た
、

そ

の

迂

余

曲
折

の

余

話

を

二
、

三
拾

っ

て
記

す

こ

と

と

す

た

だ
、

こ

こ
に

当

時

の
苦

し

い
状

態

を
、

こ

の
事

業

に

た

ず

さ

わ

っ

た

委
員

の

一
人

の
述

懐

は
、

い

か
に

も

こ

の
大

事

業

の
難

局

を

の

り

こ
え

た
感

じ

が
で

て

い

る

の
で

付

記

し

て

お

く

。

工

事
が
始

ま
っ
て
以
来

、
急

な
設
計
変
更

の
無
理
が

あ
っ
て
資
金
に
不
足
を
生

じ
、
再
三

銀
行

へ
資
金

の
増
額
を
交
渉
し

た
。
銀
行

は
西
天
竜
組
合

は
ラ
ッ
キ

ョ
ウ

の

よ

う

だ
。

『
む

い
て
も

む
い
て
も
実
が
出
て
こ

な
い
。
』
等
と
嫌
味
を

い
わ
れ
た
。

組
合

の
役
員

は
、
万
一
事
業
に
失
敗
す

れ
ば
、
全
財
産
を
失
う
こ
と

に

な

る

の
で
、

実
に
悲
壮
な
決
心
で
一
致
団
結
し
、
資
金

の
調
達
、
事
業

の
遂
行
に
努
め
た
。

（
『
西
天

竜
沿
革
史
』
）

田
　

水
　

騒
　

動

天

竜

川

か

ら

の
引

水

で
問

題

に

な

る

の

は

諏

訪
湖

の

水
位

に

関

係

し

た

こ

と

で

あ

る

。

こ

れ

は
、

伝

兵

衛

井

の

こ

ろ

か

ら

一
貫

し

て
苦

心

し

て
来

た

こ

と

で
、

い

ま
、

昭

和

に

な

っ

て

か

ら

の
主

な
も

の

を
拾

っ

て
み

る

と
次

の

よ

う
に

な

る

。

○
昭
和
四
年

二
月

コ

ー日

諏
訪
湖

畔
関
係
者
取

り
入

れ
口

撤
廃
期
成
同
盟
会
を
諏

訪
市
都

座
に
開
催

、
本
県
当
局
設
計
案

を
説
明
し
了
解
に
努
む
こ

の
た
め
工
事
一
週
間
中
止
命

令

を
受

く
。

○
昭
和

六
年

二
二
日
鈴
木
県
知

事
取

り
入

れ
口
実
地
視
察

諏
訪
湖
沿
岸
地
区
民

と
の
間
に
取
水
量
二
〇
〇
個

の
争
議
お
こ

る
。
ダ

ム

問

題

悪

化

し
、
知
事
の
仲

裁
で

よ
う
や
く
事
な
き
を
得

た
。

従

前

の
計

画

で

は

、

取

水

口

の

ダ

ム
は

水

中

固

定

堰

堤

で

あ

っ
た

が

、

こ

の
設

計

で

は

所

要

の
水

量

を

取

り

入

れ

る

の
に

困

難

で

あ

る

し

、

水

害

の
時

に

速

や

か

に

撤

去

で

き

な

い
の

で

予

定

を

変

更

し

て

、
「

ロ

ー

リ

ン
グ

ダ

ム
」

に

し

た

。

そ

れ

に

つ
き

昭

和

八

年

の

農

商

務

省

の

計

画

で

次

の

よ

う

に

述

べ
て

い
る

。

取

入
口
取

水
方
法

本
計
画

二
於
テ
（

用
水
ヲ
天
竜
川

ヨ
リ
取
り
人
レ
ル
モ
ノ
ニ

シ
テ
、
取
入
口
（

天

竜
川
ノ

右
岸
諏
訪
郡
川
岸
村
新
倉
地
籍
ナ
ル
観
蛍
橋
ノ
下

流
一
五
〇
間
ノ
箇
所
ヲ
適
当
ナ
リ
ト
定

メ
タ
リ
。
然
ル
ニ
天

竜
川

ヨ
リ
自
然
流
入

二
委
ス
ト
キ
（

予
定
ノ
水
量
ヲ
引
用

ス
ル
コ
ト

困

難
ナ
ル
ヲ
以

テ
、
取

入
ロ

ニ
接

シ
流
身

二
直
角
二
天

竜
川
ヲ
横
断

シ
テ
長

サ

ー
○

九

吸

ノ
「

ロ
ー
タ
リ
ー
ダ
ム
」
ヲ
設
ケ
最
大

渇
水
位

ヲ
河

底
ヨ
リ
五
尺
（
渇

水
時
ノ
水
深
（

二
尺

五
寸
ナ
リ
）
上
昇

ス
ル
、
洪

水
ノ
時
（

「

シ
リ
ン
ダ
ー
」
ヲ
「

ラ
ッ
ク
」

二
添
ウ
テ

捲

キ
揚

グ
ル
ノ
装
置

ヲ
ナ
シ
、
又
取

入
ロ

ニ
（

制

水
門
ヲ
設
置

ス
。
用

水
取

り
入

レ
ノ
ク

メ
水
位
上
昇

ニ
ョ
リ
上
流

二
及

ボ
ス
影
響
（

約

六
十
間

ニ
シ
テ
両
岸

二
被

害
ノ
虞

ナ

シ
。

又

五
尺
以

上

二
増
水
ス
ル
ト
キ
（

「

シ
リ
ン
ダ
ー
」

ヲ
捲

キ
揚

グ
ル
ヲ
以

テ
通
水
ヲ
自

由

才

フ
シ
ム
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
「

ダ
ム
」
ノ
下

流

二
於
テ
百

八
十
分

ノ

ー
ノ
急
勾
配

ヲ
保
ツ
ヲ

以
テ
上
流

二
悪
影
響

ナ
キ
コ
ト
明
ラ

カ
ナ
リ

。

（
農
商
務
省
農
務
局
）

こ

の
ダ

ム
は
勣

く
ダ

ム
な

の
で
さ
す
が

の
諏
訪
側

の
心
配

は
皆
無

か

と

見

え

た
。
し
か
し
、
諏
訪
側
の
心
配

は
な
く
な
ら
な

い
。
諏
訪
湖
か
ら
取
入
口
ま
で
は

一
里
（
約
四
1
1）
も
あ
る
の
で
六
〇
間

し
か
水
位

の
変
化

は
及

ば
な

い

し
、

水

位

が
諏
訪
湖
と
ダ

ム
で
は
二
〇
尺
（
約
六
・
七
ｍ
）
も
違
う
か
ら
大
丈
夫

だ

と

説

明

し
て
も
諏
訪
側
は
納
得
し
な

い
。
多
年
の
実
際
か
ら
み
て
、
た
と
え
天
竜
川
中
へ

杭

一
本
打
っ
て
も
上

流
に
悪

影
響
が
あ
る
の
は
明
瞭
だ
と
ゆ
ず
ら
な

い
。

昭
和
四
年

二
月

一
三
日
、
前
日
か
ら
の
争

い
の
中
で
、
と
り
あ
え
ず
一
週
間
工

事
を
中

止
し
て
話
し
あ
っ
た
結
果

、
よ
う
や
く
話
が
ま
と
ま

っ
て
「
協
定
書
」
が

で
き
た
。
諏
訪
側
（
上
諏
訪
町
・
豊
田
村
・
四
賀
村
・
湖
南
村
・
中
州
村
）
の
希

望

を

全
面

的
に
入
れ
て
工

事
を
再
開

す
る
こ
と
が
で
き

た
。
そ
れ
に
は
、
釜
口
水
量
標

が
一
尺

五
寸
に
達
し
た
ら
、
直

ち
に
ダ

ム
の
シ
リ
ン
ダ
ー
を
巻
き
揚

げ
る
こ
と
も

入

れ
た
一
三
項

目
が
盛
ら
れ
て

い
た
。

こ
の
協
定
書
で

一
切

が
済

ん
だ
と
思

っ
て
い
た
が
、
降
雨
満

水
の
た
び
に
浸

水

す
る
諏
訪
湖
周

辺
は
、

ダ
ム
の
た
め
に

そ
う
な
る
と
不

安
を
つ
の
ら
せ
た
。
昭

和
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第４章　水 と村 の生活

六
年
の
七
月
上

旬
か
ら
降
り
続
い
た
雨

で
諏
訪
湖
は
し
だ
い
に
増
水
し
、
温
泉
に

も
浸

水
す
る
に
至
っ
た
た
め
、
関

係
者
三
〇

名
が
そ
の
二
三

日
に
の
り
こ
ん
で
き

て
ダ

ム
の
巻
き
揚

げ
を
迫
り
、

応
じ
な
い
と
き
は
ダ
ム
を
破
壊
す
る

と

す

ご

ん

だ
。
一
方
、
西
天

地
区

で
は
ダ
ム
を
巻
き
楊
げ
る
と
水
量
が
減
少
し
て
稲
が
枯
死

す
る
。
二
〇
〇
個
取

り
入
れ
の
認
可

が
あ
る
か
ら
そ
の
範
囲

の
取

入
れ
は
当
然
だ

と
ダ
ム
を
揚
げ
よ
う
と
し
な

い
。

双
方
の
対
立
は
こ
の
日
か
ら
ま
す
ま
す
高
じ
て
い
っ
た
。
双
方
二
〇
〇

余
人
が

押

し
掛
け
て
ダ
ム
を
楊
げ
ろ
、
お
ろ
せ
と
実
力
行

使
に
及

ぶ
勢

い
で
あ
る
。
警
官

も
三
〇

名
か
ら
五
○
名
、
三
〇
〇

名
と
増
員

さ
れ
て
厳
重
に
警
戒
し
て
い
た
。
南

信

八
警
察

、
北

信
二
署

が
動
員

さ
れ
た
と
い
う
。

こ
う
し
た
対
立
抗
争
の
中

で
、
田

畑
、
神
子
柴
両
区

の
組
合
員

一
〇
〇

名
は
、

渇

水
を
一
時

し
の
ぐ
方
法
と
し
て
、
地
区

内
で
は
均
等
に
配

分
す
る
外
は
な
い
と

全
地
区

の
調
査
を
し
て
協
議

し
た
。
こ
れ
も
万
一
を
考
え
て
厳
重
警
戒
の
も
と
で

行

な
わ
れ
た
が
、
自

粛
し
た
行
動

だ
っ
た
の
で
平

静
の
う
ち
に
す
ん
だ
。

ダ
ム
を
は
さ
ん
で
の
対

立
抗
争

は
七
月

三
一
日
午
後
七
時
半

に
な
っ
て
、
鈴
木

県

知
事
の
仲

裁
で
よ
う
や

く
解
決

し
た
。
八
月

一
日
正
午

を
期

し
て

ロ
ー

ジ
ン
グ

ダ
ム
を
下

ろ
し
、
取

入
ロ

ヘ
ニ
○
○
個

の
通
水
を
し
た
の
で
あ
る
。

西
天

竜
は
取

り
入

れ
の
頭

首
工

か
ら
、
地
区

外
三
里
に
わ
た
る
土

地
買
収
と
補

償
の
件

数
は
約
二
〇
〇

余
件

に
達
し
た
。

諏
訪
湖

漁
業

組
合
（
上
流
各
町
村
）
・
湖
上
流

の
排
水
工

事
・
川

岸
駅
設
置

の

土

地
寄

附
・
天

竜
川
平
出

ま
で
の
間

の
漁
業

有
権
者
の
永
久
補
償
・
竹
木
工

作
物
湧

排
水
と
か
、

水
源

涸
渇
水
車
撤
廃

の
補
償
、

さ
ら
に
用

水
路
・
管

理
道
路
・
天

竜

川
横

断
水
路
橋

等
々
の
補
償
工

事
も
し
た
。
補
償
の
条
件
の
中
に
は
天

災
地
変
で

も
被
害
あ
る
件

は
補
償
す
る
、
契

約
保
証

金
一
万
円

を
供
託
し
て
お
く
等
も
あ
っ

た
。
本
村
関

係
で
は
大

泉
川

の
川

水
を
引

水
す
る
契
約
が
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
二
〇
〇

余
件

に
も
及

ぶ
お
び
た
だ
し
い
数
の
諸
問
題

に
は
上

流
の
諏
訪
側

ば
か
り
で
な
く
、
下
流
東
天
竜
井
を
け
じ
め
と
す
る
伊
那
側
と
の
争

い
も
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
要
求
は
非
常
な
も
の
で
あ
っ
た
が
そ
の
要
求
に
甘
ん
じ
王
女

協
し
、
補
償
協
定
を
結
ん
で
西
天
竜
と
い
う
大
事
業
を
成
功
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

㈲
　
決
壊
と
漏
水

上
流
諏
訪
側
や
下
流
天
竜
川
東
側
と
の
一
切
の
難
問
は
解
決
し
た
が
、
問
題
は

西
天
竜
そ
の
も
の
に
も
あ
っ
た
。
当
初
コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
永
久
の
も
の
と
思
っ
て

い
た
の
に
案
外
凍
結
に
弱
か
っ
た
し
、
設
計
上
の
無
理
や
工
法
の
未
熟
か
ら
く
る

導
水
路
の
決
壊
等
が
続
出
し
か
。「
西
天
竜
組
合
年
表
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
主
な

も
の
を
拾
っ
て
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

昭

和

／／／／／／

四
・
六
・
二
五
　
夏

明
地
籍
幹
線
水
路
一
一
間
決
壊
　

水
田
四
〇
〇
町
歩
干

上
る

五
・
六
・
二
二
　

駒
沢
地
籍
二
五
開
決
壊

一
〇
・
八
・
　

七
　
夏

明
地
籍

コ

ー間
決
壊

コ

于

七
・
　

五
　

長
ト

ロ
地
籍
一
七
間
決
壊

″
　
二
三

こ

∵
　

四
　
長
ト
ロ
地
籍
三
四
間
決
壊
　
四
月
三
〇
日
復
旧
す

こ
の
中

で
昭

和

コ

二
年
は
豪
雨

に
よ
り
決
崩
壊
及

び
水
路
の
沈
下

等
は
十
数
個

所
に
及
ん
だ
。
こ
れ
ら
の
箇
所
は
何
れ
も
開
渠
水
路
だ
っ
た
の
で
燧
道
に
変
更
し

て
復
旧
し
た
。
当
時
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
エ

事
は
草
創
時
代
で
あ
っ
た
た
め
、
施
工

上
に
も
不

適
正
な
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
し
、
冬
期
の
寒
気
と
凍
結
の
た
め
至
る
と
こ

ろ
に
亀
裂
が
生
じ
て

い
た
。
そ
の
た
め
漏
水
が
多
く
二
〇
〇
個
（
一
個
は
毎
秒
一
立

方
尺
）
の
取

水
も
実
際
に
は
一
六
〇

個
（
四
・
四
六
ｊ
）
程
度

で

水
不

足
と
な
り
、

せ
っ
か
く
の
開
田

も
作
付
け
不

能
が
三
〇
町
歩
を
こ
え
る
状
態
で
あ

っ
た
。

昭

和
一
五
年
に
は
水
害
凍
雪
害
復
旧
工

事
で
、
山
の
尾
・
辰

野
・
宮
所
・
新
町

等
を
燧
道
に
変
更

し
て
復
旧

し
た
が
、
な
お
危
険
箇
所
が
多
か
っ
た
の
で
、
陳
情

の
結
果
県
営
事
業
と
し
て
改
修
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

そ
の
工
事
の
測
量
設
計
は
昭
和
一
七
年
に
で
き
た
が
戦
争
の
た
め
延
び
延
び
に

な
り
、
同

二
〇

年
か
ら
三
三
年
ま
で
か
か

っ
て
完
了
し
た
。
そ
の
概
要
は
次
の
よ
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第１節　水 を求 めて

う

て

あ

る

。

一
号
朧

道
（
夏
明
）

二

六
七
五
ｍ
　

昭
和
二
〇
～
二
九
年

天
竜
川
横
断
駒
沢
サ

イ
フ
ォ
ン
　
ニ

ー
七
ｍ
　

昭
和
三
〇
年

二
号
随
道

（
上
辰
野
）
　
　
　
　
一
〇
二
〇
ｍ
　

昭
和
三
一
～
三
三
年

こ

れ
に

要

し

た
費

用

は

次

の

よ

う

で

あ

っ

た

。

国
庫
補
助
金
　

一
億
〇

七
八
九
万
円

県

費
支
出
金
　
　
　

五
三

九
四
万
円

↓
総
工
費
　

二
億
四
四
二
九
万
円

地
元
負
担
金
　
　
　

八
二
四
四
万
円

こ
の
工
事
が
完
了
し
、
昭
和
三
三
年
コ

ー月
の
通
水
式
以
後
は
漏
水
も
な
く
な

り
、
決
壊
の
心
配
も
な
く
な
っ
た
。

㈲
　
穂
坂
式
分
水
槽

西
天
竜
は
当
初
か
ら
水
の
公
平
な
分
配
を
意
図
し
て
き
た
。
慣
行
水
利
権
の
よ

う
に
古
田
優
先
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
多
く
の
民
間
人
の
協
力
に
よ
る
発
起
で
あ

穂坂式分水槽図4-31

つ
た
の
で
、
こ
の
こ
と
は
早
く
か
ら

う
た
わ
れ
て
い
た
。

当
初
分
水
口
を
Ｉ
〇
五
個
設
置
し

た
が
、
こ
の
水
利
の
調
整
は
非
常
に

困
難
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
分
水
口
を

三
分
の
一
に
減
じ
、
全
線
に
五
七
個

の
分
水
槽
を
設
け
、
此
の
分
水
槽
に

幹
線
水
路
か
ら
分
水
し
て
、
配
水
と

面
積
と
を
正
確
に
合
う
よ

う
に

し

た
。
な
お
水
利
夫
以
外
の
人
は
濯
水

を
し
な
い
申
し
合

わ
せ
を
し
、
万

一
、
各
人
が
勝
手
に
我
田
引
水
を
す

る
と
き
は
潅
水
停
止
の
こ
と
ま
で
決

め
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
図
４
－
3
1
の
穂
坂
式
分
水
槽
は
、
分
水
口
よ
り
流
出
す
る
用
水
を
サ
イ
フ

ォ
ン
で
受
け
、
朧
漑
面
積
に
応
じ
て
比
例
配
水
を
す
る
装
置
で
あ
る
。

㈲
　
土
地
改
良
区
へ
の
組
織
変
更

昭
和
二
五
年
コ

ー月
二
日
の
総
会
に
お
い
て
、
耕
地
整
理
組
合
は
発
展
的
に
解

散
を
し
「
西
天
竜
土
地
改
良
区
」
と
な
っ
た
。

組
合
員
の
構
成
が
地
主
本
位
の
組
合
か
ら
、
耕
作
人
の
組
合
に
変
わ
っ
た
。
耕

作
農
民
が
Ｉ
大
立
ち
と
な
っ
て
、
民
間
か
ら
理
事
長
が
選
任
さ
れ
た
。
こ
こ
で
創

立
当
時
の
農
民
の
あ
の
不
屈
の
魂
を
心
と
し
て
再
出
発
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
組
織
の
変
更
は
二
六
年
一
月
に
申
請
さ
れ
て
い
る
が
、
組
合
の
規
模

も
我
が
国
最
大
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
時
の
地
域
別
の
面
積
・
組
合
員
数
は
次
の

と
お
り
で
あ
り
、
南
箕
輪
村
の
面
積
が
一
番
広
く
な
っ
て
い
る
。

区
別
　
町
村
別
　
　
　
　
　
面
　
積
　
　
　
　
　
　
　
　組
合
員
数

第
一
区
　
辰
野
町
　
　
　
　
八
七
町
九
反
○
畝
一
〇
歩
　
　
　
四
〇
七
人

第
二
区
　
中
箕
輪
町
　
　
　
四
〇
三
町
二
三
〇
　
　
″
　
　
一
一
九
六
″

第
三
区
　
南
箕
輪
村
　
　
　
四
四
二
町
三
九
ニ

ー
　
″
　
　

八
五
〇
″

第
四
区
　
伊
那
町
　
　
　
　一
四
三
町
一
七
二
四
　
″
　
　

四
三
九
″

第
五
区
　
西
箕
輪
村
　
　
　
一
〇
〇
町
八
七
一
五
　
″
　
　

三
七
二
″

計
　
　
　
　
　
　一
一
七
七
町
五
八
一
六
　
だ
　
　
三
二
六
四
″

㈲
　
幹
線
水
路
の
改
修
と
発
電

大
正
八
年
、
耕
地
整
理
組
合
設
立
の
こ
ろ
、
や
が
て
熟
田
化
し
た
時
に
は
、
発

電
事
業
を
起
こ
し
て
組
合
経
営
に
役
立
た
せ
た
い
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い

た
。昭

和
二
二
年
、
杉
原
組
合
長
の
発
電
事
業
の
計
画
が
あ
り
、
調
査
を
し
た
が
実

現
し
な
か
っ
た
。
昭
和
二
四
年
に
は
発
電
委
員
会
を
設
置
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ

も
資
金
面
で
中
止
と
な
っ
た
。
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水と村の生活第4 章

昭
和
二

七
年
、
本
村
出
身

の
有
賀
光
則
が
発
電
・
売
電
・
資
金
面

の
一
切

を
引

き
受
け

て
く
れ
た
が
、
一

か
月

後
に
他
界

さ
れ
、
こ

の
計
画

は
実
現
に
至

ら
な
か

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
発
電

事
業

は
、
組
合

の
設

立
以
来
何
回

も
計
画

さ
れ
て
き
た
が

実
現

を
見

ず
に

き
た
。
昭
和
三
四
年

こ
ろ
に

な
る
と
、
幹

線
の
倒
伏

危
険
箇
所

が

約
四
〇
％

、
破
損
箇

所
は
全
線
に

わ
た
り
、
漏

水
は
三
〇
％
に

も
及

ん
で
き
て
お

り
、
幹

線
水
路
の
徹
底
的
改

修
が
急
務
に

な
っ
た
。
そ
こ
で
、
同
年
四
月
有
賀
理

事
長

は
出
県

し
て
相
沢
電

気
部
長
に
、
是
非

と
も
非
濯
漑
期

の
水
利
用

に
よ
る
発

電

所
設
置

と
、
幹

線
改
修
の
同
時

施
行

を
陳
情

し
た
。
そ
の
結
果
同
年

七
月
、

次

の
よ
う
な
県

営
発
電
計
画

が
樹

立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

西
天
竜
発
電
所

使
用
水
量
　
　
最
大
六
・
八
六
ｊ
（
西
天
竜
五
・
五
六
丿
小
沢
川
一
・
三
〇
㎡
）

発

電
力

最
大

三
六
〇
０
１
　

常
時
○
　

冬
期

三
三
三
三
』

年
間
二
一
二
（
万
Ｊ一

こ
の
結
果
、
幹
線
の
補
修
、
嵩
上
げ
が
行
な
わ
れ
、
発
電
が
認
可
さ
れ
た
。
農

業
用
水
利
用
の
非
濯
漑
期
発
電
事
業
は
全
国
で
初
め
て
の
こ
と
で
、
三
六
年
コ
一

月
一
日
よ
り
発
電
が
開
始
さ
れ
た
。

な
お
、
幹
線
の
修
理
費
は
次
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
。

県
　
　
　
　
　
　
　
　
　二
七
三
〇
万
円
（
三
六
・
九
五
％
）

西
天
　
土
地
改
良
組
合
　
四
六
六
〇
万
円
（
六
三
・
〇
五
％
）

ｄ
‥
　伊
那
土
地
改
良
事
業

伊
那
上
地
改
良
事
業
は
近
く
の
天
竜
川
の
水
を
、
従
来
よ
り
は
る
か
北
方
の
し

か
も
天
竜
川
左
岸
か
ら
求
め
た
水
で
あ
る
の
で
、「
遠
く
か
ら
求
め
た
水
」
と
し

て
こ
こ
に
記
す
。

そ
の
詳
細
は
記
念
碑
「
利
天
地
」
の
碑
文
に
く
わ
し
く
刻
ま
れ
て
い
る
。
実
に

図4-32　 伊那土地改良区（利天地）の碑

一
市

一
町

一

か
村

の
二

〇

耕

地

の
協

力

に

よ

る

大

事

業

で

あ

っ
た

が

、

時

代

の
進

運

に

よ

る
も

の

か
、

比

較

的

に

ス

ム

ー

ス
に

計

画

ど
お

り

完

成

を

見

る

に

い
た

っ

た

。こ

の
図

４
－
3
2
の
記

念

碑

は
卯

ノ
木

に

建

っ
て

い
る

。

写

真

の
よ

う

に

「
利

天

地

」

と

刻

ま

れ
、

彿

陰

に

は

こ

の
伊

那

土

地

改

良

事

業

の
目

的

沿

革

成

果

が

刻

ま

れ

て

い

る

。

そ

れ
に

よ

る
と

次

の
と

お

り

で

あ

る

。

土
地
改
良
事
業
こ
そ

は
実
質
的
な
土
地

の
拡
大
と
、
地
力

の
改
善
と
に
よ
っ
て
、
近
代
農

業

の
基
礎

を
築

き
、
経
営

の
合
理
化
を
計
り
、
以
て
農
業
生
産
力

の
発
展
を
招
来
す

る

と

あ

る

よ

う

に

、

土

地

改

良

は
実

質

的

な

土

地

の
拡

大

と

地

力

の
改

善

で

あ

る

と

し

、

こ

の
「

利

天

地

」

を

目

的

と

し

て

ま

ず

事

業

が

始

ま

っ
た

。

そ

れ

は
、

昭

和

二

六

年

コ

ー月

の
こ

と

で

、

南

箕

輪

村

の
久

保

、

塩

ノ
井

、

北

殿

、

南

殿

、

田

畑

、

神

子

柴

を

ふ

く

め

て

一

市

一

町

一

か

村

の
二

〇

耕

地

の
人

々

が

、

八

か
年

計

画

で

着

手

し

た

。
関

係

地

区

の
中

心

に

あ

た
る

北

殿

地

籍

に

事

務

所

を
設

け

て
発

足

し

、

結

局

、

昭

和

三

一
年

四

月

に

至

っ
て

完

成

し

た

。
こ

の
総

面

積

二
〇

〇

〇

ｈ

に

及

ぶ
大

事

業

を

抄

記

す

る
と

次

の
と

お

り

で

あ

る

。

○
総
事
業
費
　
　

五
・
五
四
億
円

（
国
県
助
成
金
三
・
〇
四
億
円
、
自
己
資
金
二
・
五
億

円
）

4 昶



第１節　水を求めて

○
総
面
積

二
〇
〇
〇
町
歩

○
区
画
整
理

○
用
水
路
延
長

○
排
水
路

″

○
暗
渠
総
数

○
橋
梁
総
数

○
農
道
延
長

八
〇
〇
町
歩

コ

ユ

七

ｈ

四

〇
1
１

八
四
六
ヵ
所

コ

ーハ

ヵ
所

コ

エ
○
1１

こ
の
伊
那
土
地
改
良
区
は
、
三
区
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
南
箕
輪
の
関
係
は
第

一
工
区
で
あ
る
。
第
一
工
区
は
こ
の
改
良
区
創
立
の
発
祥
区
で
、
三
日
町
の
天
竜

川
に
頭
首
工
（
楊
水
口
）
を
設
置
し
、
以
下
天
竜
川
の
左
岸
は
三
日
町
か
ら
伊
那

市
中
央
区
ま
で
、
右
岸
は
木
下
よ
り
当
村
を
経
て
山
寺
に
至
る
。

こ
の
地
区
は
細
長
い
旧
水
田
地
帯
で
、
標
高
六
四
〇
ｍ
か
ら
六
七
四
ｍ
で
、
北

か
ら
南
ヘ

ー
五
〇
分
の
Ｉ
か
ら
三
〇
〇
分
の
一
の
勾
配
を
も
つ
沖
積
地
帯

で
あ

る
。
従
来
は
こ
の
間
に
天
竜
川
や
そ
の
支
流
か
ら
の
楊
水
口
が
一
七
か
所
も
あ
っ

た
。
南
箕
輪
関
係
だ
け
で
も
次
の
四
井
堰
が
あ
っ
て
、
年
々
揚
水
に
多
く
の
費
用

と
労
役
を
要
し
た
。

と
く
に
諏
訪
湖
に
釜
口
水
門
が
で
き
て
か
ら
、
従
前
の
自
然
流
出
よ
り
も
下
流

表
４－
1
0
　四
井
堰
の
概
要

合

計

神
子柴

井

町

畑|

井

南

殿

井

北

殿

井

且且

μ //

牛
枠

木
沈

木
沈
及

牛
枠

取
入

施
設

－

○

－一
一

一
一

一
一

一

づ
一一一

五

一
四

－

五
五

五

いか
脂

(ha)

○

六

七
九

○

○
九

01

一
一
一一五

○

○
九

○

一
一一
六
四

取

水
量

j/SeC

土
型

土
型

石
積

土
型

構用

造水
路

四

一

六
○

一

〇

五
〇

七

八
○

七
五
○

水

路
延
長
ｍ

ゝ　ゝ
五 四

八 〇

○ ○

○

一一
一
〇

一一
一

○

○

一
一一一

○

○
六
八

○

○

五
五

○

一
五
八

不用
足
量 水

j/SeC

四排水路の 流域表4-11

水 路 名
流域面積

(ha)
過湿田 浸 水田 湛水 田

中島排水

北殿黒川

南殿黒川

田畑排水

144.2

439.6

55.6

133.1

30.8

70.6

7.1

23.7

9.1

18,2

6.0

8.1

44.4

102.9

11.1

38.3

合　計 772.4 132.2
17 ％

41.4
5.4％

196.7
.25.5％

図4-33　 伊那土地改良 区頭首工（箕 輪町三 日町地籍）

に
及

ぼ
す
水

の
被
害

が
多

く
な
り
、
水
不
足
に
悩

ま
さ
れ
た
り
、
時
な

ら
ぬ
洪
水

に
み

ま
わ
れ
た
り
し

た
。
楊
水
堰

の
被
害
も
多

く
な
り
、

一
〇
三
ｈ

に
及

ぶ
水
田

に
水

の
必
要
な
と
き
に
水

の
確
保
で
き

る
導
水
路
が
要
望

さ
れ
て

い
た
。

一
方
で
こ

の
地
域
は
湿
田
が
多
く
、
特
に
西
天
竜
に
通
水
し
て

か
ら
そ

の
湧
水

に
よ

っ
て
湿
田
化
か
す
す
ん
だ
。
伊
那
や
箕
輪
等
に
は
部
分
的
な
耕
地
整
理
組
合

が
で
き
て
、
乾
田
化

の
工
事
に
着
手
し
て

い
た
が
、
小
地
域
で
は
排
水
の
見
込
み

が
た
た
な

い
の
で
、
中
途
で
中
止
の
や
む
な
き
に

い
た

っ
て

い
た
。

そ
の
当
時
の
主
た
る
排
水
路
は
八
筋
あ

っ
た
、
南
箕
輪
関
係
に
は
表
４
－

打
］
の

と
お
り
四
筋
あ
っ
た
。
中
島
排
水
、
北
殿
黒
川

、
南
殿
黒
川
、
田

畑
排
水
の
四

排
水
路

で
あ
る
。
過

湿
田
・
浸
水
田
・
湛

水
田

が
流
域

水
田

の
四

八
％

に

も
な
っ
て
い
た
。

こ
の
四

排
水
は
昔
か
ら
水
の
絶

対
量
が
少

な
い
と
き
は
利
用

も
し
た
が
、

で
き

る
な
ら
ば
利
用

し
た
く
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
悪

水
と
称
し
て
遠

ざ
け
て
い
た
。

昭

和
こ
二

年

に
完
成
し
た
「
伊

那
土
地
改
良
区

」
の
事
業

は
、

こ
の
二
つ
の
願

おj



第４章 水と村の生活

第 第

一 一一
号 号

排 排

水 水

ケ

二 四

ゝ　ゝ

六 一
五 八

六 五

●　●○ 五
ｍ　ｍ

延

長

ｍ

一一 一
五 〇

○ 五

ゝ　●
二 七

ha ha

面

積

ha

五 九

●　●九 二

八 三

㎡

///

SeC

排

水

日．
号

ｍ
／

ＳｅＣ

第一号排水路図4-34

い
、
す
な
わ
ち
用
水
時
に
必
要
量

の
用
水
を
確
保
す
る
こ
と
、
及
び

不
要
な
悪
水
を
完
全
に
排
水
し
て

乾
田
化
す
る
こ
と
を
か
な
え
る
使

命
を
も
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
そ
の
取
入
口
を
統
合

整
理
し
て
、
頭
首
工
を
天
竜
川
本

流
三
日
町
地
籍
に
新
設
し
、
左
岸

に
取
水
水
門
を
設
け
流
量
四
・
二

九
ｊ
／

二
ｊ
／

ｓｅｃ ｓｅｃ

を
と
り
左
岸
に
二
・
二

、
右

岸
に
一
丁

○
七
㎡

／

匹
分
水
し
た
。
右
岸
へ
は
分
水

後
天
竜
川
横
断
サ
イ
フ

ォ
ン
一
二

八
ｍ

に
よ
り
天
竜
川
を

く
ぐ

っ
て
導
水
し
延
長
二
八
七
九
・
五
ｍ

の
用

水
路
を
新

設
し
、
ニ
ニ

ー
ｈ

余
に

か
ん
が

い
す

る
。
左
岸
は
ト

ン
ネ
ル
一
三

七
〇
ｍ

を
含

め

延
長
六
一
四

七
ｍ

余

を
新
設
し
て
、
二
三
二

∴
二
ｈ

に

か
ん
が

い
す

る
。

排
水

は
右
岸

を
地
形

の
関
係

か
ら
二
幹
線
に
分
け
、
北
部
（
北
殿
以
北
）
の
第
一

号
排
水

と
南
部
（
南
殿
以
南
）
の
第
二
号
排
水
と
し

た
。

こ
の
事
業

の
成
果

は
実
に
見
事
で

あ
っ
た
。
（
表
４
－
1
2
）

こ
の
よ
う
に
湿
田

が
乾
ｍ

化

さ
れ
、
作
業

が
ら
く
に

な
っ
た
ば
か
り
で

な
く
五

〇
％

を
こ
え
る
増
収

と
な
っ
た
。
ま
た
農

道
に
車

が
入

る
よ
う
に

な
り
、
本
当
に

夢
の
よ
う
だ
と
村
民

に
喜

ば
れ
た
。

表4-12　 水稲および裏作物の作付面積と収量

(南箕輪分)

＼
改良前( 昭25) 改良後( 昭31)

面　積 反 収 面　積 反 収

水　　 稲

大　　麦

紫 雲 英

青刈飼料

町
112.2

5.0

10.0

0

石
2.25

2.40

600貫

０

町
112.2

20.0

59.0

6,0

石

3.50

3.5

800貫

800貫

(｢ 土地改良沿革史｣ による)

さ
ら
に
こ
の
排
水
は
後
に
「
西
部
開

発
」
に
利
用
さ
れ
、
一
躍
脚
光
を
あ
び
る

こ
と
と
な
っ
た
。

㈲
　
奈
良
井
川
引
水
計
画

こ
の
奈
良
井
川
引
水
計
画
は
本
村
に
と

っ
て
は
、
一
場
の
夢
と
化
し
て
実
現
は
し

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
初
年
に
本
村

の
先
人
を
け
じ
め
多
く
の
人
々
が
、
こ
の

西
部
地
域
に
、
権
兵
衛
峠

二

五
三
一ｍ
）

を
こ
え
て
、
奈
良
井
川

酋
川
）
の
水
を

導
水
し
よ
う
と
い
う
計
画
を
た
て
、
か
な

り
の
と
こ
ろ
ま
で
実
行
し
た
。
そ
の
志
の

高
邁
さ
と
熱
意
は
こ
こ
に
記
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

明
治
の
新
し
い
世
を
迎
え
て
、
広
大
な
し
か
し
水
の
な
い
西
部
地
帯
を
も
つ
南

箕
輪
の
人
々
は
、
近
隣
の
村
の
人
々
と
と
も
に
こ
こ
に
水
を
求
め
る
動
き
が
熟
し

て
き
た
。
明
治
五
年
に
大
萱
の
新
堰
と
し
て
北
沢
山
赤
岩
か
ら
引
水
す
る
許
可
か

お
り
だ
。
そ
れ
は
筑
摩
県
の
出
役
本
山
盛
徳
が
慣
行
水
利
権
に
か
か
わ
ら
ず
、
大

萱
住
民
の
要
望
に
こ
た
え
た
も
の
だ
っ
た
。
大
萱
住
民
は
延
長
二
里
も
あ
る
こ
の

井
堰
を
、
四
月
起
工
し
六
月
に
は
竣
工
さ
せ
た
。
こ
の
こ
ろ
与
地
も
小
沢
川
の
水

を
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
ず
れ
も
江
戸
時
代
に
は
考
え
ら

れ
な
い
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
刺
激
さ
れ
て
、
西
部
地
帯
の
村
々
は
ふ
る
い
た
っ
た
が
小
沢
川
の
水
は

す
で
に
限
界
を
こ
え
て
い
た
。
そ
こ
で
考
え
た
の
は
、
権
兵
衛
峠
を
こ
え
た
山
の

向
う
の
木
曽
谷
の
水
で
あ
っ
た
。
明
治
五
年
に
は
そ
の
願
い
を
だ
し
て
あ
っ
た
の

で
、
次
の
よ
う
な
呼
び
だ
し
状
が
き
た
。
五
人
中
三
人
が
本
村
関
係
者

で
あ

っ

た
。
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第 １節　水を求めて

羽

広
村
　
　

孫
八

南
殿
　
　

平

一

久

保
　
　

寛

一

｀

富
田
村
　
　

五
郎
助

神
子
柴
村
　

械

三

右

ノ
者
兼
ネ

テ
願

イ
出

デ
候
木
曽
山
水
引

キ
取

り
且
ツ
山
路
開
キ
ノ
義

二
付

キ
御
用

之
有

ル
間
明
十
五
日
大
萱
村

へ
罷

り
出

ズ
可

キ
者

也

壬
申
　

四
月
十
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

筑
摩
県
　

出
役
　

本

山
誌

（
大

和
手
文
書
）

こ

の
本

山

は
新

堰

の

こ
と

で

大

萱

へ
き

た

の
で

、

そ

こ

へ
呼

び

だ

さ

れ

た

の

で

あ

る

。
「

岐

岨

山

開

基

日

誌

」
（
二
冊
高
木
械
三
）
に

よ

る

と
、

こ

れ

よ

り

前

に
、

出

願

人

械

三

ら

は
木

曽

の
白

川

ま

で
実

地
に

見

分

を

し

て

い

る

。

こ

の

時
に

木

曽

山

か

ら

水

を

ひ

く

こ

と

を

申

し

出

て

い

た

。

明

治

一
三

年

に

な

る
と

、

い
よ

い
よ

詳

し

い
計

画

が

で

き

た

の
で

、

長

野

県

令

あ

て

に

上
伊

那

郡

長

の

奥

印

を

も

ら

っ
て

、

正

式

に

願

い
で

た

。

そ

れ

が

「

新

渠

開

墾

願

い

」

で

、

当

時

の

人

々

の

志

を

知

る

こ

と

が

で

き

る

。

新
渠
開

墾
願
い

長
野
県
信
濃
国
上
伊
那
郡
南
中
西
箕
輪
三

力
村

二
興
業

ヲ
成
サ
ン
ド
欲

シ
微
々
ク
ル
細
民

ヲ
纒
メ
テ
上
願

シ
以
テ
裁
可
ヲ
得
ン
ト
ス
ル
所
ア
リ
：
：
：
：
：
…
：

（
大
和

手
文
書
）

と

あ

る

よ

う
に

、

南

箕

輪

村

の

ほ

か

二

力
村

の
細

民

を

ま

と

め

て
興

業

を

し

よ

う

と

し

て

い

る

の
で

あ

る

。

そ
も

そ
も

こ

の
地

は
、

広
大

な

地

で

水

田

に

適

し

て

い

る

が
、

水
利

の

便

が

な

い

た

め
多

年

座

視

し

て

き

た

。
そ

こ

で

相

謀

っ
て

、

木

曽

の
奈

良

井

川

の
上

流

に

白

川

黒

川

の
両

川

か

お

る

が

、

こ

れ

を

水

源

と

し

て

長

大

な

井

堰

を
引

き
、

図

面

の
よ

う

に

三

か

村

に

わ
た

ら

せ

た

い
。

も

し

そ

れ

が

で

き

た

ら

其

の
公

益

は
、

上

伊
那
郡
第
一
の
も
の
で
比
べ
る
も
の
も
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
上
は
聖
化
の
恩
に
浴

し
、
下
は
福
祉
の
一
端
と
な
る
。

し
か
し
そ
の
水
は
東
筑
摩
郡
の
養
水
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
分
水
し
て
も
ら
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
鳥
居
峠
か
ら
南
流
す
る
味
噌
川
の
水
を
木
曽
村

等
に
示
し
て
と
、
そ
の
交
換
条
件
で
、
こ
の
新
し
い
井
堰
の
権
利
を
与
え
て
ほ
し

い
と
申
し
出
て
い
る
。
い
か
に
実
地
踏
査
の
上
と
は
い
え
、
北
流
す
る
奈
良
井
川

支
流
白
川
の
水
を
も
ら
う
た
め
に
、
南
流
す
る
木
曽
川
の
支
流
味
噌
川
の
水
と
替

え
水
と
い
う
よ
う
な
案
ま
で
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
案
の
実
地
検
証
を
願
っ

て
、
次
の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
。

渓

水
ヲ
加

エ
シ
メ
新
渠
開
墾
開
墾
ヲ
ナ
サ
ン
ト
欲

シ
之

二
依
り
実
地
御
検
査
成

シ
下

サ
レ

度

ク
然

ル
上
（

堰

路

二
係
ル
部
落
示
談

書
及

ビ
潰
レ
地
取

り
調

べ
絵
図
面
相
副

工
更

二
上

願
仕

ル
可

ク
侠
間
先

ズ
以
テ
実
地
御
検
閲

ノ
義
速
ヤ
カ

ニ
御
允
裁
ア
ラ
ン
事
ヲ
請
願
仕
り

候
也

明
治
十
三
年
十
月
　
　
　
　
　
　
　
　

南

安

曇

郡

豊
科
村
　

鳥
羽
　

家

幸
⑩

同
　
　

高
家
村
　

山
田
　

賢
吉
図

上
伊

那
郡
中
箕
輪
村
　

大
槻
　

清
吉

⑩

倉
田
　

清
八
⑩

北
条
平
一
郎
⑩

北
条
孫
四
郎
⑩

同
郡
　

南
箕
輪
村
　

丸
山
　

寛
一
⑩

情
水
平

一
郎
⑩

高
木
　

械
三
⑩

同
郡
　

西
箕
輪
村
　

唐

滓
彦
三
郎

⑩

笠
原
　

一
米

⑩

上
伊

那
郡
中
箕
輪
村
　

戸

長
　
日

野
香

々
彦
⑩

4 お



第 ４章　水 と村 の生活

同
郡
　

南
箕
輪
村
　

戸
長
　

征
矢
　

定

一
物

（
戸
長
清
水
平

一
郎
願

人
二
付

キ
代
理
筆
正
）

長
野
県
令
　

楢
崎
寛
直
殿

前
書
ノ
通

り
相
違
之
無

ク
奥
印
仕
り
侯
也

明
治
十
三
年
十
月
十
四
日

上

伊

那

郡

長
　

伊

谷
　

脩

（
大

和

手

文

書

）

こ

の
願

い
書
に
名

を
連

ね
て
い
る
豊
科
村

の
鳥
羽

は
請
負
者
で

あ
る
。
そ

の
鳥

羽
が
高
木
械
三

を
代
理
人
と
し
て
、
木
曽
側

の
日
義
村
・
新
開
村
と
折
衝

さ
せ

て

い
る
「
委
任
状
」
も
あ

る
。
そ

の
委
任
状
に
よ

る
と
、
南
箕
輪
村

の
丸
山
寛
一
等

と
木
曽
側
と
が
、
奈
良
井

川
支
流

か
ら

の
引
水
約
定
が
と
と

の
っ
た
が
、
そ

れ
を

高
木
に
取
り
戻
さ
せ
よ
う
と
し
て

い
て
、
複
雑
で
あ

る
。

そ

れ
は
そ

れ
と
し
て
、
明
治
一
三
年

コ

ー月
三
日
に
は
、
こ

の
木
曽

か
ら

の
引

水
事
業
に

つ
い
て
規
約
を
作

っ
て

い
る
。
規
約
の
姉

言
に
は
、
お
よ
そ
生
を
人
間

と
し
て
う
け
た
以

上
、
数
千
年
の
天

恩
に
報

い
る
た
め
に
も
、
業
を
起
し
耕
を
あ

ま
ね
く
し
て
、
聖
化
の
一
端
に
報

い
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

こ

う

い

う
志
気

か

ら
、
農
業
は
万
民
の
基
礎
で
あ
る
が
、
そ
の
要
は
水
利

で
あ
る

。
上
伊
那

の
地
は

眼
前
に
水
を
見

て

い
る
が
、
土
地
が
高
く
揚
水
が
で
き
な

い
。
た
ま
た
ま
そ
の
方

法
が
で
き
て
も
、
水
利

権
と

い
う
因

襲
が
あ
っ
て
こ
と
は
運
ば
な

い
。
今
や
開

明

日
に
進
む
と
き
を
迎
え
た
。

今
こ
そ
起
業
の
と
き
で
あ
る
、
不

毛
の
原

野
や
荒
蕪

の
地
を
開
拓
し
よ
う
と
し

て
、
こ
こ
に
木

曽
の
正
沢
川
（
奈
良
井
川
支
流
）
か
ら
引

水
の
示

談
約
定
書
を
設
け

て
、
業

を
拡
め
よ
う
と
す
る
と
、
ま
こ
と
に
意
気
盛
ん
な
緒
言
で
あ

る
。

そ
の
「
拡
農
社
規
約
」
は
上
述
の
緒
言
に
続

い
て
第
一
〇

条
ま
で

の
規
約
を
含

め
て

い
る
。
こ
の
規
約
に
は
お
互

い
の
誠
実
と
団

結
を
ち
か
う
ほ

か
に
、
事
業
を

か
な
り
具
体
的
に
示

し
て

い
る

。
例
え
ば
新
堰

の
開
削
や
出
願
等

の
入
費
は
、
四

百

株
（
一
株
百
円
）
か
ら
集
金
す
る
と
か
、
投
票
で
起
業
人
か
ら
社
長

副

社

長

を

選
出

す
る
と
か
、
用
水

の
分
配

は
村

々
の
耕
地
に
応

じ
て
き
め
五
名

の
委
員

を
お

い
て
公
平

を
期

す
る
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
竣
工

の
上

は
開
田

一
畝
に

つ
き
米
一
升

ず
つ
永
世
、
起
業
人
に
支
払

う
こ
と
も
き

ま
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
当
時

の

請
願

の
複
雑

さ
を
示
す
よ

う
に
次

の
よ

う
に
、
社
則

の
附
録

と
し

て
旅
費
規
定

も

あ

る
。

社
則
書
附
録

第
一
条
　
居
廻
り
日
当
一
日
二
付
キ
金
三
拾
銭
ト
ス

第
二
条
　
郡
役
所
行
ニ
テ
仮
令
一
泊
ス
ル
モ

ー
ロ
ニ
付
キ
金
三
拾
銭
ト
ス

第
三
条
　
西
筑
摩
郡
往
復
滞
在
ト
モ

ー
ロ

ニ
付
キ
金
五
拾
銭
ト
ス

第
四
条
　
出
県
旅
費
往
復
口
当
金
壱
円
、
滞
在
（

Ｉ
ロ
ニ
付
キ
ハ
拾
銭
ト
ス

第
五
条
　
東
京
出
府
旅
費
滞
在
共
一
口
金
壱
円
往
復
（

Ｉ
ロ
十
里
詰
メ
ノ
計
算
ト
ス

（
大
和
手
文
書
）

こ

の
よ
う
に
組
織
を
と
と

の
え
て
、
拡
農
社
は
そ

の
施
業
計
画
を

た
て

た
。
そ

の
中
で
さ
き
に
記
し

た
三

か
村
に

わ
た
る
願

い
人

た
ち
が
そ

の
ま
ま
起
業
人
と
な

っ
て

い
る
。

ま
ず
経
費
は
総
計
金
二
万
九

二
（

三
円
余
で
、
そ

の
内
訳
は
次

の
よ
う
に
、
ほ

と
ん

ど
が
堰
路
に

か
か
っ
て

い
る

。

新
渠
其
他
経
費
概
算
書

て

金
二
万
九

二
（

三
円
一
六
銭
九
厘
五
毛

内
訳
金
　
一
万
六
三
九
二
円
　
堰
路
掘
り
割
り
経
費

金
　
　
　
五
三
〇
〇
円
　
両
所
ト
ン
ネ
ル
経
費

金
　
　
　
六
四
七
一
円
一
六
九
五
　
右
木
品
職
工
経
費

金
　
　
　
一
〇
〇
〇
円
　
臨
時
経
費

（
大
和
手
文
書
）

こ

の
時

の
人
足
は
井

筋
が
一
人
一
日
三
〇
銭
、
掘
り
抜
き
は
職
工

賃
で
一
人
一

日
五
○
銭
で
あ

っ
た
。
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水 を求 めて第１節

さ
て
、

こ
こ
で
こ
の
見
積
り
に
よ
っ
て
工
事
の
難
易
度
を
見
る
と
、
白
川

か
ら

権
兵
衛
峠
ま
で
の
井

筋
六
〇

〇
〇
問
は
一
間
に
つ
き
人
足
四
人
で
あ
る
が
、
権
兵

衛
峠
か
ら
西
箕
輪
村
の
中
央
ま
で
の
井

筋
八
六
四
〇
間
は
一
問
に

つ
き
人
足
六
人

を
あ
て
で
い
る
。
ま
た
、
権
兵
衛
峠
の
掘
り
抜
き
一
〇
〇
問
に
は
一
間
に

つ
き
職

工
一
〇

人
を
あ
て
、
御
射
山
明
沢
か
ら
午
苓
沢
の
掘
り
抜
き

コ

ー○
○
間
に
は
一

間
に
つ
き
職
工

八
人
を
あ
て
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
峠
ま
で
の
引
水
は
比
較

的
平

坦
な
た
め
ら
く
で
あ
宍

掘
り
抜
き
と
峠
が
き
っ

い
と
み
て

い
た
こ
と
が

わ

か
る
。

と
も
か
く
こ
の
長
大
な
計
画

は
、
郡
境
を
こ
え
、
標
高
一
五
二
二
ｍ

の
峠
を
こ

え
、
延
長
二
七
㎞
余
り
で
、
人
足
六
万
六
二
四
〇
人
、
総
経
費
三
万
円
に
及
ぶ
と

い
う
一
大
事
業
で
あ

っ
た

。

そ
し
て
、
こ
の
計
画
に
よ
っ
て
開
田
反

別
の
見
込
み
は
八
〇
〇
町
歩
に
及
ぼ
う

と

い
う
も
の
で
あ

っ
た
。

開
田
反
別
見
込

西
箕
輪
村
　
畑
四
〇
〇
町
歩
　
　
原
野
二
〇
〇
町
歩

南
箕
輪
村
　

″

八
〇
町
歩
　
　

″
　

一
五
町
歩

中
箕
輪
村
　

″
　
八
〇
町
歩
　
　

″
　

三
五
町
歩
　
　
　

上

合
計
　
　
　
　
　
　
　
　

七
八
五
町
歩

（
大
和
手
文
書
）

こ
の
計
画
は
、
実
際
に
は
実
現
し
な
か

っ
た
が
、
明
治
初
年
の
村
の
先
人
た
ち

が

ど
れ
ほ
ど
大
き
な
志
を
も

っ
て
殖
産
に
当
た

る
う
と
し

た
か
を
物

語

っ

て

い

る
。
し
か
し
こ
の
計
画
は
一
部
西
箕
輪
の
上
戸
中
条
で
は
実
現
し
て
、
今
で
も
そ

の
余
沢
を
う
け
て

い
る
。
そ
の
概
要
は
図
４
－
3
5
の
と
お
り
で
あ
る
。

聯
　

伊
那
西
部
農
業
水
利
事
業
（
戦
後
の
行
政
参
照
）

西
部
開
発
と

い
わ
れ
る
こ
の
事
業
は
、
西
天
竜
よ
り
上
段
の
広

い
畑
地
を
対
象

と
し
た
事
業
で
あ
る
。
そ

の
計
画
概
要
は
次

の
よ
う
で
あ

る
が
、
詳

し

い

こ

と

゛ゝχ

ｙ ∽ Ｗ

ざ
y

Ｘ
／

／

Ｘ
Ｘ

Ｘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小

里

川

一
大

樽

小

屋

図4-35　 旧 木曽山井と 新木曽山井の図（ 荒井区80年のあゆみより）
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水 と村 の生活第4 章

は
、
第

六
章
村

の
行

政
に

ゆ
ず
る
。

用

水
源
を
天
竜
川
沿

い
の
排
水
路
に
求

め
、
こ
れ
を
本
村
の
田
畑
区

地
先

で
一
子

一
八
六
ｊ
／
ｓ

を
確
保
し
、
二

か
所
に
揚
水
機
場
を
設
置
し
、
台
地
上
に
二
段
送

水
を
し
、
上
・
下

段
幹
線
水
路
、
調
整
池
等
の
水
利

施
設
に
よ
り
、
耕
地
三
二
八

七
に皿
に
つ

い
て
、
畑
地
潅
漑
二
六
七
〇
ｈ
、

水
田

の
用

水
補
給

六
一

七
ｈ

（
大
泉

上
田
等
）
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
計
画

は
西
部
地
帯

の
人

々
が
往
古

か
ら
夢
に

ま
で
み

た
で
あ
ろ
う
天
竜
川

沿

線
の
豊

富
な
水
、
時
に
悪
水
と

ま
で
呼

ば
れ
た
水

を
、
直
接
引

き
楊
げ

る
と
い

う
計
画
で
、

さ
す
が
に
近
代
的
計
画
と

い
え

る
。
こ

れ
は
遠

く
の
木
と

は
い
え
な

い
が
、
標
高
差
が

ぼ
ぼ
二
四
〇
～
一
〇
〇
ｍ

も
あ

る
低
地

の
水
を
引
楊
げ

る
と

い

う
大
事
業
は
、
昔
な
ら
使
え
な

い
水
を
使
う
こ
と
に
も
な
る
。

特
に
こ
の
用

水
源
の
水
は
排
水
で
、
天

竜
川

沿
岸
に
お
け
ば
昔
の
人
の

い
っ
た

よ
う
に
「
悪

水
」
で
あ
る
が
、
西

部
へ
も
っ
て
い
け
ば
用

水
と
な
り
「
養
水
」
と

い
わ
れ
て
も
よ
い
。

国

営
施
設
以
下

の
末

端
は
、
畑
地

か
ん
が
い
施
設
・
区
画
及

び
農
道
整
備

を
県

営

で
実
施
し
、
地
域

の
特
性

を
生
か
し

た
酪
農
、

そ
菜
、
養
蚕
、
果
樹

を
中

心
に

集
約
的
営
農
集
団

を
組
織
し
、
大
型
機
械
化
体
系

を
確

立
し
、
土
地
生
産
性
と
労

働
生
産
性

を
向
上

さ
せ

る
計
画
と
な

っ
て

い
る
。

た

だ
当
地
域
は
年
間
一
五
〇
〇

皿
も
降
水
量
が
あ
る

の
で
、
水
田

な
ら
と
も

か

く
、
畑
地
潅
漑
で
は
何
を
作

っ
た
ら
よ

い
か
、
目
玉
作
物
は
手
探
り
の
段
階
で
あ

る
。
対
策
組
合
等
の
反

対
の
強

い
の
も
そ
こ
に
原
因

か
お
る
。

し

か
し
、
水
田
経

営
は
す
で
に
限
界
に

達
し
て
い
る
が
、
畑

地
経

営
は
無
限

の

可
能
性

を
蔵
し

て
い
る
と
も

い
わ
れ
て
い
る
。
将
来
畑
地
農
業
経
営

が
一
段

と
飛

躍

す
る
と
き
、
こ

の
楊
水
計
画

は
か
つ
て
こ

の
地
に
導
入

さ
れ
た
西
天
竜

の
よ
う

に
感
謝

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
ん
な
日
に
備
え
で

か
、
用

水
の
管
理
は
高
度
利
用
を
考
慮
し
て
、
遠
隔
制
御

装
置
と
な
っ
て
い
る
。

五
　

水
　
　
　

道

Ｈ
　

簡
易

水

道

さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
飲
用
水
を
自
然
湧
水
に
求
め
た
段
丘
ぞ
い
の
村
々

と
、
深
井
戸
々
横
井
戸
の
井
戸
水
に
求
め
た
西
部
地
帯
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境

に
応
じ
て
長
い
年
月
を
経
て
き
た
。
昭
和
に
な
っ
て
各
部
落
に
簡
易
水
道
が
引
か

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
簡
易
水
道
に
よ
っ
て
水
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
は
、
大
き
な
生
活
改
善
で
あ
っ
た
。
雨
の
日
も
凰
の
日
も
水
を
運
ん
だ
り

汲
み
あ
げ
た
り
す
る
重
労
働
か
ら
解
放
さ
れ
た
し
、
流
行
病
の
蔓
延
か
ら
も
救
わ

れ
る
と
い
う
、
画
期
的
な
生
活
の
う
る
お
い
と
進
歩
を
も
た
ら
し
た
。

昭
和
三
九
年
に
な
っ
て
、
こ
の
簡
易
水
道
は
さ
ら
に
一
層
の
充
実

を
す

る
た

め
、
村
営
水
道
へ
と
発
展
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
ろ
調
べ
た
簡
易
水
道
は
次

表
４
－
1
3
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。

⇔
　

村
営
上
水
道

１
　
村
営
水
道
事
業
の
発
足

昭
和
三
九
年
に
な
っ
て
、
村
内
二
〇
余
の
簡
易
水
道
も
小
規
模
の
経
営
で
は
各

方
面
に
ゆ
き
づ
ま
り
を
き
た
し
て
き
た
。
時
代
と
と
も
に
よ
り
清
潔
な
水
、
よ
り

豊
富
な
水
を
求
め
る
要
望
に
こ
た
え
る
た
め
、
全
村
的
な
村
営
水
道
が
計
画
さ
れ

た
。

村
営
水
道
事
業
を
経
営
し
よ
う
と
す
る
理
由

本
村
は
上
伊
那
の
中
央
部
に
佗
し
…
…
…
…
…

当
地
域
は
ほ
と
ん
ど
の
地
区
に
古
く
よ
り
地
下

水
が
湧

き
、
安
易

に
飲
料
水
を
得
る
こ
と

が
で
き
た
た
め
、
小
規
模
な
組
合
水
道
と
一
部
村

営
の
簡
易

水
道
と
が
あ
る
が
、
共

に
施

設

の
貧
弱
と
最

近
の
地
下

水
の
減
少

に
よ
り
水
源
枯
渇

の
た
め
地
域
内

の
住
民

の
飲

料
さ

え

無
い
地
域

が
多

い
状
況

で
あ
り
ま
す
。
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第１節　水を求めて

表4-13　上 水道（簡易水道）調査数（昭和39年調）

＼ 水　 道　 名 代表者名 給 水 区 域
給 水 人 口

着工年月 日 竣工年月 日
計　画 現　在

１

２

３

４

５

久保水道

塩ノ井 水道(村営)

//　　3組水道

μ　　１， ２組

北殿駅前水道

倉田　良脩

征矢守三郎

征矢　嘉夫

征矢　英 一

倉田　可二

久保全域

塩ノ井 上ノ段

μ　　３組

μ　　１， ２組

北殿9 ，10,11組

350人

350

90

90

70

260人

250

80

65

60

昭5.11.20

//30.10.1

//31.3.10

//32.4.10

//　3.10.30

昭5. 12, 20

//30.10.30

//31.4.12

μ32.4.30

//10.11.10

６

７

８

９

１０

// 仲町//

// 原　//

//4 組 μ

// 南部//

//　1組　//

征矢　嘉義

伊藤　良平

有賀　一衛

唐沢　仲治

山崎　清治

// 仲町区域

// 原区域

が　４組

// 南 部区 域

//　1組

90

70

350人

209

75

87

51

128

209

70

//30.3.10

//30.11.20

//31.4.2

//31.3.

//32.9.10

μ30.4.10

//30.11.30

//31.5.10

//31.

//32.10.30

11

12

13

14

15

// 出頭//

大泉水道(滝 洗)

南殿水道(村 営)

μ　７組水道

田畑水道

倉 田　　襄

清水　頼治

清 水　國彦

福沢　松治

松 沢修一郎

μ　３組

大泉全域

南殿全域

μ　７組

田畑全域

50

1500

1120

(一般633人学生1300入)

60

1200

31

1200

1120

50

856

μ32.11.22

//25.

//30.7.4

//30.2.10

μ26.3.15

//32.12.12

//25.

//30.12.30

//30.3.30

//26.4.10

16

17

18

19

20

神子柴 水道

大芝 水道

南原水道

北部保育所

北原以和清水

(忠一)
有賀　敬三

宮下　泰之

西村　満次

清水　宗 雄

清水　國人

神子柴 全域

大芝全域

南原全 域

北部保育所

北原全域

450

200

250

50

，　350

100

180

50

大13. 10･

昭4.11.20

//31.12.1

//31.11.30

//31.9.30

μ33.

大14. 8.26
昭4. 12. 10

//33.3.30

μ33.1.20

//31.10.20

μ33.9.

右

の
状
況

か
ら
前

々
よ
り
全
村
的
な
上
水
道
計
画
が
さ
け
ば
れ
て

い

ま

し

た

が
、
諸
般

の
事
情
に
よ
り
実
現
が
遅
れ
て

い
た
も

の
で
あ
り
ま
す
。
上
水
道
の

完
備
に
よ
り
伝
染
病

の
発
生
を
阻
止
し
清
浄
に
し
て
豊
富
低
廉
な
飲
料
水
の
供

給
を
図
り
、
又
衛
生
的
見
地
よ
り
、
又
文
化
生
活
の
向
上
と
生
活
環
境
の
改
善

を
計
る
た
め
、
完
全
な
上
水
道
設
備
を
痛
感
し
て
、
こ
こ
に
村
議
会
の
相
一
致

し
だ
議
決

の
も
と
に
、
早
急
に
上
水
道
事
業
の
経
営
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

昭
和
三
十
九
年
十
一
月
十
八
日

南
箕
輪
村
長
　

清

水
國

人

こ

の
計

画

は
次

の
よ

う

で

あ

っ

た

。

て

給
水
区
域
　

久

保
・
塩
ノ
井

・
北

殿
・
南
殿

・
田
畑

・
大
芝

・
北
原

・
神

子
柴

（
一
部
）

二
、
給
水
人
口
　
現
在
　

五
、
九
四
六
人

将

来
　

六
、
四
〇
〇

人
（
計
画
給

水
人
口
）

三

、
給

水

量
　

一

人
一
日
平
均
　
　

一
〇
〇
£

（
計

六
四
〇
ｊ

）

一

人
一
日
最
大
　
　

一
五
〇
皿

（

″
九

六
〇
ｊ

）

四

、
事

業

費
　

総
額
　
　
　

六
、
一
〇
〇
万
円

（
四
〇
年
度

・
四
一
年
度
）

内
起
債
　
　

五
、
○
○
○
万
円

（
一
般
会
計
　

一
、
一
〇
〇
万
円

五
、
施
行
期
間
　

昭
和
四
〇
年
四
月
一
日
～
昭
和
四
二
年
三
月
三
十
一
日

六
、
水
　
　

源
　

第
一
深
井
戸
　

南
高
根
（
用
地
購
入
）

第
二
深
井
戸

荻
川
原
（
　

″
　

）

（
役
場
文
書
）

南

箕

輪

村
議

会

は

昭

和

三

九

年

一

一

月

一

八

日

に

こ

れ

を
議

決

し

、

県

知

事

は
同

年

一

一

月

三

〇

日

申

請

の

こ

の

事
業

を

、

コ

ー
月

八

日

に
認

可

し

た

。

こ

れ

に

よ

っ
て

で

き

た

村

営

水

道

の
配

水

系

統

と

主
要

施
設

は
図

４
－

4 訂



水 と村の生活第4 章

3
6の

よ

う

で

あ

っ

た

。

長
野
県
指
令
三
九
環
第
一

九
の
三
九
号

昭
和
三
十
九
年
十
一
月
三
十
日
付
第
三
、
〇
五

八
号
で
申
請

の
あ

っ
た
南
箕
輪
村
上
水
道

事
業

の
経
営
を
認
可
す

る
。

昭
和
三
十
九
年
十
二
月

八
日
　
　
　
　
　
　

長
野
県
知
事
　

林
　

虎
雄

こ

の
村

営

水

道

に

よ

っ
て

、

衛

生

状

態

は
非

常

に

良

好

に

な

り

、

一
人

の
伝

染

病

患

者

も

出

ず
、

し

か
も

地

元

民

の
衛

生

知

識

は
格

段

と

向

上

し

た

。
こ

れ
に

併

せ

て

消

火

栓

が
設

置

さ

れ

た

の
で

防

火

設

備

が

強

化

さ

れ
防

火

知

識

も

高

楊

さ

れ

た

。昭

和

四

三

年

四

月

、

地

方

公

営

企

業

法

の
改

正

に

伴

い
、

水

道

は
同

法

の
適

用

を

う

け

る

よ

う

に

な

っ

た

。
当

村

で

も

村

水

道

設

置

条

例

を

制

定

し

た

。
水

道

は

そ

の
公

共

性

と

企

業

性

の
両

面

を

も

っ
て

運

営

さ

れ

る

こ

と

と

な

っ

た

。

２
　

水

源

を

求

め
て

印
　

第

一
・

第

二

水

源

村

営

水

道

と

も

な

れ

ば

、

簡

易

水

道

の
何

倍

か

の
水

を

必

要

と

す

る

。
そ

こ

で

水

源

を

新

し

く

求

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
が

、

水

利

権

等

の
面

倒

の
な

い
地
下

水

に

求

め

た

。

○
第
一
水
源
　

南
箕
輪
村
字
南
高
根
　

二
、
二
三
四
ノ
ニ

深
井
戸
　
　

八
五
ｍ
　

一
七
六
・
五
万
円

○
第
二
水
源
　

南
箕
輪
村
字
荻
川
原
　

二
、
二
七
六
ノ
六

深

井
戸
　

一
〇
二
ｍ
　

一
三
八
万
円

第

一
水

源

も
第

二
水

源

も
用

地

の
協

力

を
得

ら

れ
、

深

井

戸

も
成

功

し
、

水
質

検

査

の
結

果

は

「
適

合

」

と

な

り
、

出

発

す

る

こ

と

が

で

き

た

。

こ

の

二

つ

の
深

井

戸

を
水

源

と
し

て

い

る

う

ち
に

、

給

水
戸

数

の
増

加

と

一
戸

の
需

要

水

量

の
増

加

に

よ

っ

て
、

昭

和

四

四

年

ご

ろ

か

ら
年

々
水

量

が
不

足

勝

ち

と

な

っ

た

。
深

井

戸

で

は
揚

水

施

設

の
電

力

料

金

が

コ

エ
○

万

円

も

か

か

り
と

か

H.Ｗ,L-782.30

図4-36　 配水系 統並び に主 要施設の配置図

お8



第１節　水を求 めて

く
涸

渇

の

心
配

も

あ

る

の

で
、

表

流

水
に

水

源

を
求

め

る

こ

と
に

し

た

。

従

来

も

大

泉

所

一

の
沢

の
水

を
引

水

し

て

い

た

が
、

さ

ら
に

三

の
沢

四

の
沢

の

水

を
引

水

す

る
計

画

を

た

で
、

四

三

〇

〇
ｍ

も

の
導

水

管

（
ヒ
ュ

ー
ム
管
）
の
改

修

を
実

施

し

た

。

こ

う

し

て

、

昭

和

四

五

年

度

の
給

水

戸

数

は

Ｉ
〇

二

里

戸
と
順

調

に

の

び
、

三

〇

余

万
円

の
純

益

を

あ

げ

る

こ

と

が

で

き

、

財

政

的

に

も
順

調

で

あ

っ
た

。

し

か

し

、

当

時

の
問

題

は

四

の
沢
取

水

の
導

水
管

の
老

朽

化

と

深
井

戸

の
地
下

水

が

冬

期

間

に

激

減

す

る

こ

と

で

あ

っ

た

。

②
　

第

三

水

源

水

の
需

要

は
年

と

と

も
に

増

加

し
、

こ

の
村

営

水
道

事
業

は

そ

の
需

要

に

こ

た

え

る

た

め
、

変

更

ま

た
変

更

を

重

ね

て

き

た

。
昭

和

三

九
年

の
暮

に

認

可

が

あ

っ

て

か

ら

Ｉ
〇

年

た

っ

た
昭

和

四

九
年

に

は
早

く

も
、
「

経

営

変

更

認
可

申

請

書

」

が

だ

さ

れ

て

い

る

。

そ

の
変

更

理

由

に

は
次

の

よ

う
に

の

べ

ら

れ

て

い

る

。

本
村

は
上
伊

那
の
中
央
部
に
位
し
ノ

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

昭
和
5
2

昭
和
5
0

昭
和
4
9

昭
和
4
6

昭

和
4
5

昭

和
4
4

昭
和
4
3

昭
和
4
2

０
　
　

０
　
　

０
　
　

０
　
　

０
　
　

０
　
　

０

８
　
　

７
　
　

６
　
　

５
　
　

４
　
　

３
　
　

２

－
　
　

ｌ
　
　

ｊ
　
　

ｌ
　
　

ｌ
　
　

Ｉ
　
　

Ｉ

-0

j

１日１人 当り水道 使用量の推移図4-37

昭
和
四
〇
年
に
上
水
道

の
認
可
を
受
け
現
在
ま
で
給
水
し
て
来
ま
し
た
が
、
文
化
生
活

の

向
上

と
生
活
環
境

の
改
善
に
よ
り
水
不
足
と
な
り
、
時
間
断
水
も
余
儀
な
く
、
村
民
に
清

浄
に
し
て
豊
富
低
廉
な
飲
料
水
を
円
滑
に
供
給
す
る
た
め
、
新
た
に
水
源
を
田
畑
地
区
の

4訪

昭
和
四
九
年
六
月
二
二
日
付
の
こ
の
申
請
は
六
月
二
八
日
に
知
事
の
認
可
を
う

け
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
で
変
更
さ
れ
た
の
は
水
源
地
を
新
た
に
設
け
る
こ
と

に
よ
る
上
水
道
の
充
実
で
あ
っ
た
。

「
第
三
水
源
南
箕
輪
村
字
権
現
五
九
〇
三
　
深
井
戸
　
八
〇
ｍ
」

こ
の
新
水
源
は
田
畑
の
権
現
に
、
昭
和
四
九
年
一
一
月
上
旬
に
完
成
し
、
こ
こ

で
一
日
当
た
り
一
五
〇
〇
～
二
〇
〇
〇
ｊ
の
豊
富
な
水
が
得
ら
れ
た
。
こ
の
こ
ろ

か
ら
、
全
村
水
道
事
業
を
意
図
し
て
い
た
。
神
子
柴
・
大
泉
・
沢
尻
等
は
給
水
区

域
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
話
し
合
い
に
よ
っ
て
は
、
直
ち
に
全
村
水
道
事
業

の
経
営
が
行
な
え
る
よ
う
に
計
画
さ
れ
た
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
当
村
に
お
け
る
水
の
需
要
は
、
図
４
－
3
7
の
よ
う

に
年
々
増
加
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
需
要
に
こ
た
え
る
に
は
、
さ
ら
に
新

し
い
水
源
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

㈲
　
第
四
・
第
五
水
源

昭
和
五
三
年
七
月
二
七
日
付
け
で
、
第
二
次
拡
張
工
事
の
申
請
が
だ
さ
れ
、
同

年
九
月
八
日
付
で
知
事
の
認
可
加
え
ら
れ
た
。

第
四
水
源
　
深
井
戸
　
伊
那
市
西
箕
輪
大
泉
新
田
二
、
コ

ー五

昭
和
五
三
年
に
な
っ
て
、
村
の
上
水
道
の
水
源
は
深
井
戸
四
本
と
湧
水
一
か
所

で
一
日
給
水
量
二
五
〇
〇
ｔ
を
供
給
し
て
い
た
が
、
な
お
、
夏
期
・
冬
期
に
久
保

上
段
々
中
込
区
に
水
不
足
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
第
五
水
源
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ

た
。第

五
水
源
　
深
花
戸
　
南
箕
輪
村
二
八
一
の
Ｉ
　
久
保

こ
の
深
井
戸
は
Ｉ
〇
〇
ｍ
で
、
昭
和
五
三
年
八
月
起
工
式
を
行
い
、
昭
和
五
四
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表かlXl　水道施設の位置・規模及び構造

施設名 工 種 名 名　　　　　 称 形 状 寸 法 規 模能力

数　 量
単位 位　　　　 置

既設 新設

水源 第１水 源

揚送水 ポンプ

ポンプ桝

第 ２水源

揚送水 ポンプ

ポンプ桝

第 ３水源

揚水 ポンプ

ポンプ桝

第 ４水源

揚水 ポンプ

ポンプ桝

第 ５水源

揚水 ポンプ

深井戸

水 中モート ルポンプ

RC 造 り

深井戸

水 中モ ート ルポンプ

RC 造 り

深井戸

水 中モ ート ルポンプ

RC 造 り

深井戸

水 中モ ート ルポンプ

RC 造 り

深井戸

水 中モート ルポンプ

φ350
深サ85m

φ80
5 段15kw

内法

2.0×2.0×2.0

φ300
深サ102m

φ80
2 段7.5kw

内法

2.0×2.0×2.0

φ350
深サ80m

φ100
3 段18,5kw

内法
4.4×3.2×2.5

φ250
深サ100m

φ40
2 段3,7kw

内法
4.4×3.2×2.5

φ350
深サ100m

φ100
5 段30kw

m3/日Q ＝430

m3/日Q ＝430

CP ＝8.0

m3/ 日Q ＝287

m3/ 日Q ＝287

m3
CP ＝8.0

m3/ 日
Q ＝1,106

m3/日
Q ＝1,106

CP ＝35.2

m3/ 日Q ＝150

m3/ 日Q ＝150

CP ＝35.2

m3/ 日
Q ＝1,860

m3/ 日
Q ＝1,860

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

井

式

桝

井

式

桝

井

式

桝

井

式

桝

井

式

南箕輪村字南 高根

//

μ

南箕輪村字萩川原

//

μ

南箕輪村字権現

//

μ

伊那 市西箕輪大泉新 田

μ

南箕輪村字大芝

南箕輪村281-1

//

さ
ら
に
大
芝
高
原
に
第
二
配
水
池
が
完
成
し
、
大
芝
区
冲
村
の
上
段

地
区
の
一
時
的
断
水
が
な
く
な
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
こ
の

第
二
次
拡
張
工
事
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
水
道
が
整
備
さ
れ
た
。

給
水
人
口
　
　
　
　
六
四
○
○
人
妙
七
三
〇
〇
人

一
日
最
大
給
水
量
　
二
六
二
五
。ｍ
谷
三
二
八
〇
ｊ

以
上

、
水
源

を
次
々
に
求
め
て
、
人
口
増
と
水
需
要

増
と
に

対
応
し

て
き
た
が
、

そ
の
大

要
は
上

表
の
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、

村
営
水
道
の
給

水
人
口
や
一

日
平
均
量

の
増
加
傾
向

は
そ
の

後
も
続
い
て
い
る
。

㈲
　

監
視
制
御
設
備

全
村

的
村

営
水
道
と

い
っ
て
も
多

岐
に
わ
た
り
、

そ
の
機
能
を
全
か

ら
し
む
る
は
容
易

な
こ
と
で
は
な
い
。
水
の
管
理

は
し
か
し
生
活
に
密

着

し
て
い
る
の
で
一
刻

の
猶
予

も
ゆ
る
さ
れ
な
い
。

既
設
の
五
水
源
、
四
配
水
池
よ
輿

水
源
及
び
配
水
池
の
計
測
・
運
転
状

況
等
を
、
テ
レ
メ
ー
タ
ー
設
備
に
よ
り
中
央
へ
伝
送
し
、
中
央
管
理
室
で
集

中
監
視
制
御
す
る

こ
の
画
期

的
な
計
画
、
役
場

庁
舎
内

で
居

な
が
ら
に

し
て
集
中

監
視

制
御
が
で
き
る
計
画

は
、
県
下

で
も
最

も
近
代

的
な
設

備
で
あ
っ
た
。

そ
の
設
備
工

事
の
ブ

ロ
ッ
ク
図

と
工

事
内
容
は
図
４
－
3
8
の
よ
う
で

あ

っ
た

。

こ
の
大
事
業
は
次
の
工

期
と
事
業
費
で
で
き
あ
が

っ
た
。

１
　
工
期

昭
和
五
六
年
一
〇
月
一
日
着
工

昭
和
五
七
年
二
月
二
〇
日
竣
工

4 邦



水 を求 めて第１節

第4 配水池

第5 水源

＠

第1配水池

第1水源

第2 配水池　　

舛

＠- 一一●　　
ｉ

第4水源 第2水源

靴 ｎ

ｊ

ヽi　　　　　　　i

第3水源　　　　　　　　　　　
役場
中央管理室

２
　
財
源
内
訳

総
事
業
費
　
　
七
三
三
九
万
九
〇
〇
〇
円

企
業
價
　
　
　
四
四
〇
〇
万
〇
〇
〇
〇
円

一
般
財
源
　
　
二
九
三
九
万
九
〇
〇
〇
円

こ
の
設
備
に

よ
っ
て
異
常

や
事
故

を
早
期

に
発
見

し
、

復
旧

を
す
ば
や
く
す
る

こ
と
が
で
き
、
断

水
時
間

や
断

水
地
域

を
最

小
限
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な

っ
た
。

尚
　

そ
の

他
の

水
道

南
箕
輪
村

の
水
道

は
村
営
水
道

が
広
く
利
用

さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、

い
ま
だ

他

の
水
道
区

が
多

く
残
っ
て
い
る
。

１
　
滝
洗
簡
易
水
道
　
　
　
　
大
泉
区
（
ほ
か
三
区
）

２
　
神
子
柴
簡
易
水
道
　
　
　
神
子
柴
区
（
除
1
2組
、
1
3組
、
1
4組
）

３
　
南
原
飲
料
水
供
給
施
設
　
南
原
区

各機場取水ポンプ電動弁運転命令

●南、北

電動弁

開閉信号

●南、北

電動弁状況

●第５取水

ポンプ

運転信号

●第３取水　 ●第５取水

ポンプ　　　 ポンプ

運転信号　　 運転状況

●配水池状況

●減菌機状況

●第３取水

ポンプ

運転状況

●配水池状況

●滅菌機状況

●第4 取水

ポンプ

運転信号

Ｏ電動弁

開閉信号

ｅ 第１、第２　　●第４取水

取水ポンプ　　 ポンプ

運転信号　　　　運転状況

●配水池状況

ｅ 減菌機状況

●電動弁状況

＠第１、第２

取水ポンプ

運転状況

●配水池状況

Ｏ 減菌機状況

図4-38　 村上水道監視制御設備ブ ロ ック図
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第 ４章 水と村の生活

図4-39　 南箕輪村各種水道の給水区域

４
　

西
原
水
道
　
　
　
　
　
　

西
原
（
中
野
原
）

５
　

伊

那
市
営
水
道
　
　
　
　

沢
尻
区

・
信
大

６
　

そ
の
他
　
　
　
　
　
　
　

村
内

に
は
小
規
模
の
水
道
が
多

い

南

箕

輪

村

の

各

種

水

道

の

給

水
区

域

を

図
示

す

れ

ば

、

次

の

図
４
－
3
9
の

よ

う

に

、

六

種

に
区

別

さ

れ

る

。

１
　

滝

洗

簡

易

水

道

（
四
か
水
道
）

大

泉

に

昭

和

初
年

に
西

天

竜

水

路

が
開

通

し

て

か

ら

は

、
井

戸

の

水

も

前

ほ

ど

か

れ

る

こ

と

は

少

な

く

な

っ
た

。

つ

ま

り

西
天

竜

か

ら

の

水

が

し

み

こ

ん

で

い

っ
た

の

で

あ

る

。

た

ま

た

ま
用

水

上
井

の

上

流

の
大

泉

新
田

で
伝

染

病

が
大

発

生

し

た

の

を

機

と

し

て

急

速

に

水

道

の

話

が

ま

と

ま

っ

た

。

昭

和

二

六
年

八

月

二
〇

日

の
大

泉
区

臨
時

総

会

で

次

の
案

件

が

き

ま

っ

た

。
一
、
滝
洗
湧
水
を
水
源

と
す
る
西
箕
輪

側
の
起
案

せ
る
一
貫
上

水
道
施
設
に
関

す

る
件

区
長

清
水
忠

弘

こ

の
件

は
可

決

に

な

り
、

そ

の
財

源

と

し

て
、

新
井

保

全

地

立
木

の
代

金

の

残

り

（
す
で
に
公

民
館

建
設

費
に

充

当

し
て
い
た
）

と

、

北

原

の
神

社

林

の

一
部

立
木

を

売
却

し

た
代

金

が

あ

て

ら

れ

た

。

こ

の

水

道

が

い

わ

ゆ

る

四

か

水

道

で
、

す

で

に

西

箕

輪

村

の

三
区

（
吹
上
・
大

泉
新
ｍ

・
中
曽
根
）

が

計

画

し

て

い

た

の
に

加

入

し

た

わ

け

で

あ

る

。

こ

の

水
道

で

後

々

ま

で
や

っ

か

い

な
問

題

の
残

る

の

は
水

利

権

は

五

加
部

落

（
富
田
を
含

む
）
で

あ

る

の
に

四

か

部

落

の

水
使

用

で

あ

る

点

で

あ

る

。
（
当
時
中
曽
根

は
西
箕
輪
村
管
内
）

滝
洗
上
水
道
設
計
工

事
金
　
　

一

、
八
五

二
万
円

内
訳
　

西
箕
輪

三
部
落
分
　

一
、
二
〇
〇
万
円

（
大

泉
分
　
　
　
　
　
　
　

六
五
二
万
円

設
計
・
工
事
施
工
者
　

日
本
管
業
株
式
会
社

水
道
言
要
者
　
　

総
数
　

四
五
七
戸

封2



水 を求 めて節第 １

内
訳
　
大
泉
区
一
八
六
戸
、
大
泉
新
田
区
一
〇
四
戸

（
吹
上
区
　
八
五
戸
　
中
曽
根
区
　
　
八
二
戸

大
泉
配
水
池
（
第
三
タ
ン
ク
）

南
箕
輪
村
字
北
高
根
　
　
　
　
　
　
六
八
・
七
二
坪

こ
う
し
て
昭
和
二
六
年
着
工
し
て
同
年
竣
工
し
た
。
そ
の
間
大
泉
区
民
は
、
区

内
掘
墾
埋
設
・
水
源
池
・
配
水
池
・
搬
夫
・
そ
の
他
の
賦
役
に
参
加
し
た
。
各
戸

二
〇
工
の
賦
役
で
あ
っ
た
。
あ
ま
り
の
負
担
に
参
加
を
こ
ば
む
も
の
も
少
々
は
あ

っ
た
が
、
大
多
数
は
あ
こ
が
れ
の
水
道
が
使
え
る
と
い
う
こ
と
で
欣
然
と
し
て
参

加
し
、
ま
た
各
戸
一
万
円
の
負
担
に
も
応
じ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
夢
に
ま
で
み
た
水
道
の
あ
る
文
化
生
活
が
、
は
じ
ま
っ
た
の

で
あ
る
が
、
冬
季
間
は
特
に
時
々
水
不
足
に
な
や
み
、
次
の
よ
う
に
増
し
工
事
に

よ
る
水
源
が
求
め
ら
れ
た
。

昭
和
二
七
年
五
月
一
七
日
、
冬
季
間
の
水
量
が
不
足
し
た
の
で
新
し
く
水
源
地

の
増
し
工
事
を
し
た
。

新
水
源
地
二
か
所
　
　
西
尾
根
　
万
作
洞

昭
和
三
〇
年
に
は
、
な
お
冬
季
の
渇
水
に
よ
っ
て
、
水
源
を
研
究
の
結
果
、
大

泉
新
田
区
の
横
井
湧
水
を
コ

ー月
一
日
か
ら
三
月
末
日
ま
で
借
り
入
れ
る
こ
と
に

な
り
、
約
三
〇
万
円
を
か
け
て
増
工
事
を
し
た
。

こ
の
よ
う
に
奥
へ
奥
へ
と
水
源
を
求
め
て
増
強
し
て
い
っ
た
が
い
つ
も
水
量
が

水
の
需
要
に
追
い
っ
け
ず
、
つ
い
に
昭
和
四
九
年
に
大
泉
川
本
沢
の
水
を
取
水
す

る
こ
と
に
な
り
、
水
量
は
一
応
の
解
決
を
み
た
。

し
か
し
水
質
に
つ
い
て
は
満
足
で
き
ず
、
降
雨
が
は
な
は
だ
し
い
と
、
た
ち
ま

ち
濁
水
と
な
る
の
で
、
諸
施
設
の
増
強
を
試
み
て
い
る
が
、
依
然
簡
易
水
道
の
悩

み
を
も
ち
つ
づ
け
て
い
る
。

２
　
神
子
柴
簡
易
水
道

神
子
柴
は
水
に
恵
ま
れ
て
い
た
の
で
、
早
く
も
安
政
六
年
に
埋
樋
を
使
っ
た
水

道

を
引

く

計
画

を

た

て

て
願

い
出

て

い
る

こ

と

は

す

で

に

の

べ
た

。

村

で

は

一
番

早

く
大

正

二

二
年

に

簡

易

水

道

の
計

画

が

た

て

ら

れ

て

い
る

。

飲
料
水
改
良
工
事
費
補
助
願
イ

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
神
子
柴
区
（

従
来
飲
料
ト

シ
テ
区
内
貫
流
ノ
河
川
並

ビ
ニ
掘
繋
井
水

ヲ
使
用
致

シ
来

り
候
処
近
年
人
口
愈
々
洲
密

シ
地
籍
イ

ヨ
イ

ヨ
狭
阻
ヲ
来

セ
ル
ニ
従
イ
飲

用
水
路

二
不

潔
有
害
物
ノ
惨
混
入
ヲ
免

レ
ズ
衛

生
上
危
害
ノ

オ
ソ

ル
ペ
キ
モ
ノ
ア
リ
洵

二

憂
慮
罷
リ
ア
リ
候
、
旛
イ
テ
（

今
回
原
福
之
助

外
三
七
名
共
同

ヲ
以

テ
飲
料

水
改

良
工

事

ノ
計
画
ヲ
立
テ
左
ノ
事
項

ニ
ョ
リ
簡
易
ノ
水
道
敷
設
仕

り
度

ク
候
問
御
調
査

ノ
上
特
別

ノ

御
詮
議
ヲ
以

テ
県
費
補
助
御
認
可
成

シ
下
サ

レ
度

ク
此
ノ
段
願
イ
上
ゲ
候

大
正
十
三
年

七
月
十

八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　

南
箕
輪
村
神
子
柴
区

共
同
者

総
代
　

有
賀
忠
一

長
野
県
知
事
　

梅
谷
光
貞
殿

（
役
場
文
書
）

や

は

り
人

口

の
増

加

に

よ

り
飲

用

水

路

が
不

潔

に

な

り
有

害

物

が
し

み

た

り
混

入

し

た

り

す

る

の
で

、

衛

生

上

の
憂

慮

か

ら

こ

の
計

画

を

た

て

た

こ

と

が
記

さ

れ

て

い

る

。

こ

の
申

請

は
翌

年

の
犬

正

一
四

年

一

月

二

一

日
に

は

許
可

に

な

っ

た

。

長
野
県
指
令
　

収
第

九
五
四

二
号

上
伊

那
郡
南
箕
輪
村

神
子
柴
　

飲
用
水
改
良
共
同
者
原
福
之
助
外
三

十
七
名

惣
代
　

有
賀
忠
一

大
正
十
三
年
七
月
十
八
日
付

ケ
飲
用

水
改
良
費
補
助

申
請
ノ
件
聞

キ
届

ク
、
但

シ
補
助
額

（

エ

事
出
来
形
検

査
ノ
上
之
ヲ
定

ム

大
正
十
四
年
一
月
二
十

一
日

長
野
県
知
事
　

梅
谷
光
貞

竣

工

は
大

正

一
四

年

八
月

二

六
日

で

、

総

工

費

は

一
万

二

五

九

六
円

で

あ

り
、

補

助

額

は
二

四

七
三

円

で

あ

っ

た

。

○
水
源
池
　

字
大
清
水
　

七
、
八
二
九

の
湧
水
　

鉄
管
に
て
配
水
池
へ

旦

戸
数
・
人
口
、
区
域
内
戸
数
七
〇
戸
　

人
口
四
二
〇
人

4 お



第 ４章 水 と村の生活

配
水
戸
数
　
三
八
戸
　
人
口
二
三
八
人

○
給
水
方
法
　
水
量
を
計
ら
ず
に
次
の
三
方
法
と
す
る
。

①
　
専
用
給
水
　
屋
内
に
給
水
栓
設
置
一
戸
で
使
用

二

戸
一
ヵ
月
一
円
五
〇
銭
）

㈲
　
連
合
給
水
　
隣
接
す
る
二
戸
で
連
合
使
用
（
一
戸
八
十
銭
）

㈲
　
公
設
共
同
　
組
合
で
設
置
し
数
戸
共
同
使
用
（
一
戸
八
十
銭
）

（
役
湯
文
書
）

今
で
は
考
え
ら
れ
な

い
よ
う
な
共
同
使
用
な
ど
も
あ

っ
て
、
時
代
を
思

わ
せ
る

が
、
水
道
の
便
利
さ
清
潔
さ
は
十
分
で
あ

っ
た
。

３
　

南

原

水

道

第
七
章
第
二
節
に
詳
し

い
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

４
　

西
原
・
中
の
原
（
伊
那
市
）
水
道

こ
の
水
道
も
前
と
同

じ
。

５
　

沢
尻
の
水
道
（
伊
那
市
営
水
道
）

沢
尻

も
既
述
の
と
お
り
、
古

く
か
ら
水
不
足

に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
ム
ラ

で
あ
っ

た
。
飲
用

水
を
井
戸
や
横
井
戸

に
よ
っ
て
求
め
て
き
た
が
、
昭

和
に
な
っ
て
鉄
管

の
水
道
施
設

を
ほ
ど
こ
し
た
。
こ
の
鉄
管
に

よ
る
水
道

は
当
時

と
し
て
は
立
派

な

も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
水
道

は
地
下

水

の
変
化
に

よ
っ
て
水

が
か
れ
が
ち
で

あ
っ
た
。
昭
和
三
四

年
に
伊
那
市

が
青
木
水
源

を
掘

っ
た
の
で
、
水

の
枯
渇

を
心
配
し

て
伊
那
市
と
交

渉
し
、
小
沢
区
と
と
も
に
そ

の
補
償
と
し

て
簡
易
水
道
が
ひ
け

る
よ

う

に

な

っ

た
。
六
一
戸
三

コ
（

人
が
こ

の
た
め
に

う
る
お
っ
た
。

さ
ら
に
こ

の
簡
易
水
道

は
、
昭
和
四
九
年
四
月
に

は
伊
那
市
営

の
上
水
道
に
統

合

さ
れ
て
、
水

の
心
配

は
な

く
な

っ
た
。
昭
和
五
七
年
現
在
で
二
〇
七
戸
、
五
二

七
人

が
こ

の
恩
恵

に
浴
し

て
い
る
。

匈
　
上
伊
那
広
域
水
道
計
画
（
図
4
j
4
0）

上
伊
那
地
域
の
水
道
施
設
は
小
規
模
の
も
の
が
多
く
ヽ

水
源
は
湧
水
や
地
下
水
　
む

に
も
と
め
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
近
年
水
量
の
減
少
、
水
質
の
悪
化

の
傾
向
が
み
ら
れ
て
い
る
。
今
後
の
水
源
は
表
流
水
に
求
め
ざ
る
を
得
な
い
状
態

に
な
っ
て
い
る
。

昭
和
五
五
年
四
月
一
日
、
長
野
県
も
含
め
上
伊
那
広
域
水
道
用
水
企
業
団
が
設

立
さ
れ
、
箕
輪
町
の
沢
川
に
箕
輪
ダ
ム
を
つ
く
り
八
三
〇
万
ｔ
も
の
水
を
貯
水

し
、
五
市
町
村
へ
四
万
六
五
〇
〇
蜜
の
水
道
用
水
を
昭
和
六
二
年
四
月
か
ら
供
給

す
る
計
画
が
た
て
ら
れ
て
い
る
。
水
道
は
こ
う
し
て
村
営
か
ら
広
域
水
道
の
時
代

を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
の
「
全
体
事
業
計
画
」
と
「
村
内
送
水
管
埋
設
ル
ー
ト
略
図
」
は
図
4
1
4
0

の
よ
う
で
あ
る
。

昭
和
五
五
年
度
か
ら
始
め
ら
れ
た
こ
の
広
域
水
道
事
業
は
、
順
調
に

す
す
ん

で
、
昭
和
五
九
年
度
に
は
送
水
管
布
設
工
事
を
、
本
村
の
北
原
地
籍
か
ら
大
芝
地

籍
の
間
の
、
広
域
農
道
で
行
っ
た
。
工
事
期
間
は
八
月
下
旬
か
ら
一
二
月
末
ま
で

で
、
内
径
〇
・
八
ｍ
の
送
水
管
を
約
二
二
〇
〇
ｍ
の
区
間
に
、
深
さ
丁

二
ｍ
の

地
下
に
布
設
し
た
。
ま
だ
ダ
ム
は
完
成
し
な
い
が
、
こ
う
し
た
工
事
は
着
々
と
す

す
ん
で
い
る
。



第2 節　水 との闘い

㎜
３１

ヰ

線

至

与

地

①

至

大

萱

大規模農道

年　　
一 埋設ルート

上

①　　　　　　　　至箕輪町

スゝ ﾙｹ ，

へ　　　　　③

県
吹 道

上

北

殿
線　　　　　　　至伊北インター

１　　１

至駒ヶ根

ｲﾝﾀｰ

一

成

宍

徳

レ

至

伊

那
市

内

/:
中央自動車道立

9

セ　　　　　　　　　　　老

ス　　　　　　　　　　　　人

道　　　　　　　　　　　　ホ

路　　　　　　　　　　　｜

ム 至箕輪町

ヽ

大 白心 ／

／
県道沢尻箕輪線

至
伊

那

市

内

→ 乙

至
北
殿

図か40　 村内送水管埋設 ルート略図（広域水道）

全
体
事
業
計
画

印
給
水
対
象

箕
輪
町
、
南
箕
輪
村
、
伊
那
市

宮
田
村
、
駒
ヶ
根
市

㈲
水
　
源

箕
輪
ダ
ム
よ
り
直
接
取
水

㈲
給
水
量

箕
輪
町
　
一
日
　
八
一
〇
〇
ｊ

南
箕
輪
村

″
　

四
五
〇
〇
㎡

伊
那
市
　

″

二
三
七
〇
〇
ｊ

宮
田
村
　

″
　

ヱ（
○
Ｏ
ｊ

駒
ヶ
根
市

″
　

八
六
〇
〇
㎡

㈲
事
業
費

一
七
三
億
円

陶
工
　
期

昭
和
五
五
年
度
～
六
二
年
度

㈲
送
水
管
埋
設
ル
ー
ト

総
延
長
約
六
〇
1
1

村
内
送
水
管
埋
設
ル
ー
ト
は
略

図
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
二
節
　
水
と
の
闘
い

一
　

江

戸

時

代

に

お

け

る

農
民

の

水

と

の
闘

い

】
」
　
災
害
の
実
態

ま
ず
、
年
貢

の
割
付
状
（
免
状
）
か
ら
災
害
の
実
態
を
見
よ
う
。

（
注
享
保
一
六
）

亥

年

貢

割

り

付

け

の
事
　

田

畑

村

一
高

六
百
四
拾
五
石
四
斗
三
升
六
合

三
斗
四
升
七
合

五
拾
石
九
斗
四
升
五
合

八
斗
三
升

拾
四
石
九
斗
壱
升

郷

蔵

敷

引

き

１
　

４
　

χ
　

４
　

χ
　

Ｘ

川

欠

け

永

引

き

χ
　

χ
　

１
　

４
　

４
　

１

石

砂

入

り

引

き

Ｉ
　

４
　

χ
　

Ｉ
　

Ｉ
　

Ｉ

申

川

欠

け

引

き

内

拾
三
石
四

斗
六
升
壱

合
　
　

取

り
下

げ
田
方

七
拾

五
石

四
斗
九
合

当

亥
川
欠
け
引

き

内
四

拾
八
石

弐
斗

弐
升

七
合
　

田

方

廿
三
石
三
斗
壱
升

八
合
　
　

取

り
下
げ
田
方

壱
石

弐
斗

九
升

弐
石
四
斗

六
升

七
合

三
石
四
斗
九
升

六
合

内
三
石

八
升
一
合

四
斗
壱
升
五
合

拾
石
壱
升
九
合

内
四
石
八
斗
六
升
九
合

五
石
壱
斗
五
升

免
下
げ
田

畑

田

成

り

本

畑

方

’Ｉ
　

Ｉ
　

χ
　

ｌ
　

χ
　

４
　

１

当

亥

石

入

り

引

き

ｍ

方

畑

方

田
方
当
亥
砂
入
り
引
き

本
免

弐
百

九
拾
六
石
八
斗
弐
升
五
合
当
亥
水
旱
風
損
不

作
引

き

内

拾
九
石
七
斗
九
升
七
合
　
　

田

方
　

六
ッ
七
分

七
厘

壱
石
四
斗
七
升

四
合

田

方
　

四
ッ
七
分

六
厘

九
毛

輿5



第４章 水 と村 の生活

Ｚ　 」

南

殿
村

１

・
‐

村
　

界

親
川

欠

け

地

I ●･i
61

j､や

川

止
Ｉ

Ｉ

Ｉ

池

田

涯

原

此
絵
図
享
保
拾
年
巳
五
月
十
七

日
よ
り
大
満
水

に
て
御
田
地
御

川
除
普
請
流
失
仕
り
則
跡
普
請

願
候

に
付
き
同
年
六
月
十
一
日

に
之
を
書

き
飯
島
役
所
へ
差
上

げ
申
候
　
　
　
　
　
　

下
書

持
主

名
主

庄
右
ヱ
門

（
北
殿
区
有
文
書
模
写
）

享保10年北殿村川欠けの図図4-41

百

五
拾
三
石
壱
斗

七
升
弐
合

本
畑

百

拾
九
石
壱
斗
壱
升

七
合

原

・
新
原
畑

壱

石
八
斗
六
升

取

り
下

げ
畑
方

小
以

四
百
五
拾
弐
石
七
斗
八
升
壱

合
（
注
総
石
高
の
七
〇
％

強
）

残
百
九
拾
弐
石
六
斗
五
升

五
合

以
下

略
（
門
屋
文
書
）

こ

れ

は

享

保

一

六

亥

年

二

七
三

一
）

に
代

官

所

か

ら

、

名

主

お

よ

び

総

百

姓

あ

て

に

よ

こ

し

た

年

貢

割

付

状

の

一

部

で

、

年

貢

割

り
付

け

の

基

礎

に

な

る

村
石

高

と

、

川

欠

け

等

に

よ

り

減

少

し

た

、

村

石

高

か

ら

差

し

引

く

べ

き

石

高

を

記

し

た

年

貢

割
付

状

の

初

め

の

方

の

部

分

で

あ

る

。

こ

れ

に

よ

る

と

、

総

石

高

六

四

五

石

四

斗

三

升

余

の

う

ち

、

今

ま

で

に

川

欠

け

に

な

り

復

旧

の

見

込

み

の

な

い
永

川

欠

け

石

砂

入

り

に

な

っ
て

い
る

石

高

が

五

一

石

七

斗

七

升

、

三

年

前

の

申

年

の
洪

水

で

川

欠

け

に

な

っ
た

石

高

が

一

四

石

九

斗

一

升

あ

る

。

そ

し

輿6



水 との闘い第2 節

て
、
本
亥
年
の
洪
水
で
川
欠
け
引
き
に
な
っ
た
石
高
が
七
五
石
四
斗
九
合
、
石
入

り
引
き
が
三
石
四
斗
九
升
六
合
、
砂
入
り
引
き
が
Ｉ
〇
石
一
斗
九
合
、
本
年
の
洪

水
だ
け
で
合
わ
せ
て
八
九
石
一
升
四
合
の
石
高
の
土
地
が
荒
れ
地
に
な
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
今
ま
で
の
も
の
を
合
計
す
る
と
一
五
五
石
六
斗
九
合
と
な
る
。

こ
れ
は
総
石
高
の
お
よ
そ
四
分
の
一
で
あ
り
、
面
積
は
、
中
田
の
石
盛
反
当
一
石

四
斗
で
計
算
す
る
と
一
一
町
一
反
余
と
な
り
、
当
時
の
田
畑
村
の
水
田
面
積
一
四

町
五
反
余
の
四
分
の
三
強
が
、
洪
水
の
た
め
流
さ
れ
た
り
、
荒
れ
地
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
が
村
か
ら
代
官
所
へ
の
報
告
で
あ
る
な
ら
ば

誇
張
が
あ
る
と
思
え
る
が
、
代
官
所
が
現
状
を
検
分
し
た
上
で
の
年
貢
割
り
付
け

の
数
字
で
あ
る
か
ら
、
ｍ

畑
村
の
こ
の
亥
年
の
洪
水
に
よ
る
被
害
は
、
こ
こ
に
あ

る
数
字
以
上
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
洪
水
の
害
で
は
な
い
が
運
が
悪
く
こ
の
年
は
旱
害
、
風
損
が
お
び
た

だ
し
く
、
こ
の
年
の
不
作
引
き
が
二
九
六
石
二
斗
余
に
な
っ
て
お
り
、
年
貢
を
課

せ
ら
れ
る
石
高
が
僅
か
に
全
石
高
の
二
九
・
四
％
の
一
九
二
石
六
斗
余
し
か
残
ら

な
い
と
い
う
状
態
で
あ
っ
て
、
翌
年
は
享
保
の
飢
饉
と
い
わ
れ
る
大
飢
饉
に
な
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
洪
水
と
旱
害
凰
損
に
襲
わ
れ
た
田
畑
村
の
惨
状

は
目
に
余
る
も
の
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

こ
の
例
は
特
に
被
害
の
多
い
場
合
で
あ
る
が
、
災
害
は
こ
の
年
に
限
っ
た
わ
け

で
は
な
く
、
こ
の
資
料
の
中
に
も
前
々
か
ら
の
川
欠
け
が
五
〇
余
石
も
残
っ
て
い

る
よ
う
に
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
頻
繁
に
水
害
が
起
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
北
殿
村
の
例
を
見
よ
う
。
図
４
－
4
1
は
享
保
一
〇
年
二

七
二
五
）
五
月

の
満
水
に
よ
る
川
欠
け
の
図
で
あ
る
。
こ
の
図
は
満
水
の
た
め
に
川
除
け
普
請
が

流
失
し
た
の
で
、
跡
普
請
の
願
い
出
の
た
め
に
飯
島
御
役
所
に
差
し
出
し
た
絵
図

の
下
書
き
で
あ
る
が
、
当
時
の
洪
水
に
よ
る
天
竜
川
の
氾
濫
や
被
害
の
状
態
を
知

ら
し
て
く
れ
る
。
元
禄
一
一
年
（
一
六
九
八
）
の
洪
水
の
と
き
、
天
竜
川
の
本
流

が
北
殿
村
の
水
田
地
帯
の
中
央
に
切
り
込
ん
で
き
た
が
、
こ
の
年
の
洪
水
の
と
き

は
、

本

流

が
網

目

状

に

広

が

っ

て
被

害

面

積

が
著

し

く
大

き

く
な

っ

て

い

る

。
既

に

北

の
方

の

一
部

は
田

地

が
中

州

に

な

り
川

原

と

な

っ

て

い

る
が

、

こ

の
享

保

一

〇

年

の
満

水

で
中

央

部

か

ら
南

朧

朧

に

か
け

て
十

数

町

歩

が

川

欠

け

あ

る

い

は
石

砂

入

り
に

な

っ

て

い

る

。

さ
ら

に

、

次

の

よ

う
な

資

料

が

あ

る

。

北
殿
村

の
儀
、
外
村
と
は
格
別
難
儀

の
村
方
に
て
天

竜
川
大
普
請
場
所
、
殊
に
四
拾
数

年
以
前
寅
年
（
注
、
元
禄
一

章

）
御
田
地

の
中
へ

新
川
切
り
込
み

今
以

て
御
田
地
の
中
を
流

れ
通
り
候
え
ば
、
御
普
請
大
役
も
多
く
年
々
の
様
に
御
普
請
成
し
下

さ
れ
候
得
共
、
川

長

永
く
御
田
地
欠
け
崩
れ
田
方
弐
百
余
石
余
永
川
欠
け
に
罷

り
成
り
、
潰
れ
百
姓
多
く
御
田

地
に
離
れ
百
姓
困
窮
仕
宍

達
者
成
る
者
は
過
半
他
国
他
所
へ
稼
ぎ
に
出

、
相
成
り
候
者

は
老
人
子
供
足
よ
わ
斗
に
て
御

役
儀

も
相
勤
ま
り
申
さ
ず
、
一
村
亡
所
に
な
る
べ
き
肱

に

御
座
族
…
。

（
北
殿
区
有

文
書
）

こ

れ

は

寛

保

二
年

（
一
七
四

三

、

北

殿

村

よ

り
御

役

所

に

対

し

て

御

普

請

の
百

姓

負

担

の
軽

減

を

訴

え

た
願

い
書

の

一
部

で

あ

る

が
、

こ

れ
に

よ

る

と
、

北

朧
村

は

ほ

か

の
村

に

比

べ
難

儀

の
村

で

あ

る

が
、

殊

に

元

禄

一

一
年
（
一
六
九
八
）
の
洪

水

の
と

き

多

く

の
水

田

が
流

さ

れ

た

ば

か

り

か
、

天

竜

川

の
新

川

が
村

の
水

田

地

帯

の
中

を
通

る
よ

う
に

な

っ

て
、

そ

れ
以

来

年

々

の
よ

う

に

御

普

請

が

あ

り
、

そ

の

御

普

請

役

で

苦

労

し

て

い
る

。
そ

れ

に

も

か

か

わ
ら

ず

少

し

の
洪

水

で

も

水

田

が

川

欠

け

に

な

り

、

二

〇

〇

石

余

（
一
七
町
余
）
が

荒

地

に

な

っ
て

し

ま

っ

て

い

る

の
で

土

地

を

失

っ
た

百

姓

が

多

く

、

働

け

る

者

は
大

部

分

が

出

稼

ぎ

に

出

て
し

ま

っ
て

、

御

役

儀

も

勤

め

ら

れ

な

い
状

態

で

村

が

亡

び

て

し

ま

い
そ

う

で

あ

る

、

と

惨

状

を

訴

え

て

い
る

。

以

上

の

資

料

で

も

わ

か

る

よ

う

に

、
天

竜

川

沿

岸

の

村

々

は

も

ち

ろ

ん

、

天

竜

川

に

注

ぐ

小
河

川

の

両

側

の

農

民

も

年

々

の

よ

う

に

水

害

を

被

っ
て

い
た

の
で

あ

る

。
江

戸

時

代

を

通

じ

て

上
伊

那

地

方

、

特

に

南

箕

輪

地

域

に

ど

の

く

ら

い
水

害

召Z



年

和　　 暦

慶長17 （子 ）

//19 （寅）

元 和 ６（申）

寛 永 １（子 ）

慶安 １（子 ）

//　3 （寅 ）

万治 ３（子 ）

寛文 １（丑 ）

//　2 （寅 ）

//10 （戌 ）

延 宝 ２（寅 ）

リ/　4 （辰 ）

貞 享 ４（卯 ）

元 禄 ４（未 ）

,μ　７（戌 ）

μ　 ８（亥 ）

//10 （丑 ）

//11 （寅 ）

//12 （卯 ）

//13 （辰 ）

//14 （巳 ）

宝 永 １（申 ）

//　2 （酉 ）

//　4 （亥 ）

//　5 （子 ）

正 徳 ５（未）

享 保5

//　6

//　8

μ　13

//　16

(子)

(丑)

(卯)

(申)

(亥)

//:L7 （ 子 ）

//19 （寅 ）

元 文 ２ （巳 ）

//　3 （午 ）

寛 保 ２ （戌 ）

寛 延 １ （辰 ）

宝 暦 ３ （ 酉 ）

μ　 ７ （丑 ）

//　11 （ 已 ）

明 和 ２ （酉 ）

μ　 ５ （子 ）

安 永 ４ （未 ）

号
一
西暦
-
1612

1614

1620

1624

1648

1650

1660

1661

1662

1670

1674

1676

1687

1691

1694

1695

1697

1698

1699

1700

1701

1704

1705

1707

1708

1715

1720

1721

1723

1728

1731

1732

1734

1737

1738

1742

1748

1753

1757

1761

1765

1768

1775

表4-15　近世（江戸時代）郷土におけ る水害の 発生

水 害 の 内 容

天竜川大洪水（田中城流失）

８月洪水

洪水

４月天竜川大洪 水

５月洪水

夏洪水

上伊那地方大洪 水

６月洪水

//

夏洪水

洪水にて秋作凶作

洪水

７月洪 水

６月洪 水， ８月洪水

洪 水　7/2暴風

洪水

９月洪 水

5/18，19洪水尺余満水， 北殿耕地 の中へ川筋入る

天竜川洪水

９月洪水

８月洪水

洪 水

６， ７月洪水

６月洪水

９月洪水

6/17－24未 曽有の大雨「正徳 の満水」 とい う田畑村井 堰水門

大破南殿村本頼40間押切 り

天竜川洪水　８月満水

洪水　田畑村井堰吠 樋流 出

８月洪水

８， ９月洪水　川欠 け多し

4，8，9 月洪水　８月天竜川大泉川氾濫　川欠け多し 「亥 の

川欠け」 とい う

洪水

８月洪水

洪水　田畑野底川洪水　分杭流失

８月洪水　伏越樋流失

洪水

洪水　北殿村天竜川本瀬切込み

洪水

洪水　北殿村 のみで田方200石流失

洪水

５月大洪水　８月再満水

洪水　天竜川満 水　川瀬変り防留等流失

８月洪水

第４章 水と村の生活

資

上伊那誌

赤須上穂旧記録

μ

上伊那誌

赤須上穂旧記録

//

上伊那誌

赤須上穂旧記録

μ
　

び

μ
　

μ

門屋 日限記

だ
　

り

料

μ

μ

北殿区有， 中東文書

門屋日限記

//

赤 須上 穂旧記録

が
　

り

μ　中宿文書

μ

門屋日限記

中東文書

王理軒文書

門 屋日限記

北殿区有文書

門 屋文書

北殿区有，中東文書

門 屋文書

赤須上穂旧記録

門屋文書

//

上伊那誌

北殿区有文書

が
　

μ

μ

μ　 中 宿 文 書

μ

赤 須 上 穂 旧 記 録

封8



第２節　水 との闘い

北殿区有文書

//

久保大東文書

赤須上穂旧記録

μ

北殿区有文書

//
μ
　

μ

μ

赤須上穂旧記録

北殿区有文 書

洪水　田方損失多し

洪水　　　μ

8/4 洪水

洪水

6/17－18 天竜川満水　８月再洪水

６月雨天勝　洪水

６月満水　川欠け多し

洪水

洪水

洪水　凶作

７月天竜川　三峯川洪水

洪水
μ
　

が

μ
　

μ

赤 須上穂 旧記録

大宗館文 庫

赤 須上穂旧記録

μ

北殿区有文書

鎌 屋文書

中東，高塚文書

北殿区有文書

μ

中東//

８月洪水

４月，7/2洪水　8/13洪 水

５月洪水

3/7－8 洪水

６月天竜川大洪水

６月　7/21 洪水　田畑村普請所大破

５月17－18　7/26 大洪水　天 竜川， 大泉川満水

5/10－11 天竜川洪水

７月洪水

5/16－17 天竜几 大泉川 満水

1779

1782

1783

1787

1789

1796

1803

1804

1806

1807

1810

1826

1828

1829

1834

1836

1846

1847

1848

1850

1857

1860

1862

1865

安 永 ８ （ 亥 ）

天 明 ２ （ 寅 ）

μ　 ３ （ 卯 ）

μ　 ７ （未 ）

寛 政 １ （ 酉 ）

μ　 ８ （辰 ）

享 和 ３ （戌 ）

文 化 １ （子 ）

//　3 （寅 ）

//　4 （卯 ）

11　7 （午 ）

文 政 ９ （戌 ）

X/ 11 （子 ）

//12 （丑 ）

天 保 ５ （午 ）

μ　 ７ （申 ）

弘 化 ３ （午 ）

μ　 ４（ 未 ）

嘉 永 １ （ 申 ）

μ　 ３（ 戌 ）

安 政 ４（ 巳 ）

万 延 １ （ 申 ）

文 久 ２ （ 戌 ）

慶 応 １ （ 丑 ）

備考　 １　 出来得る限り村内の資料 から求 めた が上伊那誌，赤須上穂旧記録抄等からも採 録した

２　 表中月日は旧暦で5/3 は ５月 ３日を示す

が
起
き
た
か
、
村
内
の
資
料
を
中
心
に
年
表
的
に
作
成
し
た
の
が
表
4
1

1
5で
あ
る
。
こ
れ
で
江
戸
時
代
の
水
害
の
概
要
を
知
る
こ
と
は
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

表
４
－
1
5
に
よ
っ
て
わ
か
る
と
お
り
、
江
戸
時
代
は
洪
水
（
当
時
は
満

水
と
も
い
っ
た
）
の
回
数
が
非
常
に
多
い
。
一
六
〇
〇
年
以
降
二
百
数
十

年
の
間
に
こ
の
表
に
記
入
し
た
も
の
の
み
で
六
六
回
を
数
え
、
三
・
五
～

四
年
に
一
回
の
割
合
で
発
生
し
て
お
り
、
驚
く
ほ
ど
頻
繁
に
水
害
を
受
け

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
、
現
在
の
よ
う
に
上
流
や
諏
訪
湖
に
下
流
の
水
位
を
調
節
す
る

よ
う
な
施
設
が
な
く
、
河
川
両
側
の
水
防
施
設
も
極
め
て
貧
弱
で

あ

っ

て
、
少
し
の
増
水
で
も
本
流
の
場
所
が
移
動
し
て
大
切
な
耕
地
が
押
し
流

さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た

め
、
天
竜
川
や
大
泉
川
等
の
河
川
沿
岸
の
住
民
は
必
死
に
な
っ
て
こ
の
洪

水
と
闘
加
わ
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

§
　
川
　
除
　
け
（
洪
水
対
策
）

江
戸
時
代
の
人
た
ち
、
特
に
農
民
は
頻
繁
に
起
こ
っ
た
洪
水
と
ど
の
よ

う
に
闘
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
残
さ
れ
て
い
る
資
料
を
頼
り
に
そ
の

姿
を
探
っ
て
見
る
こ
と
に
す
る
。

１
　
築
堤
と
水
制
工

江
戸
時
代
に
、
洪
水
に
よ
る
川
欠
け
を
防
ぐ
た
め
に
、
ど
の
程
度
の
堤

防
そ
の
他
の
水
防
施
設
が
造
ら
れ
て
い
た
か
、
資
料
に
乏
し
く
正
確
に
知

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

し
か
し
、
当
時
の
堤
防
な
ど
が
部
分
的
、
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
と
い
う
こ
と
は
次
の
よ
う
な
事
情
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
時
の
天
竜
川
は
現
在
の
よ
う
に
川
筋
が
固
定
し
て
お
ら
ず
、
洪
水
の
た

び
に
本
流
が
西
に
東
に
移
動
す
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
享
保
二
（
年

4 四
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ΞEtｔ 天保14 年(1843)

l･l` ･:･j文久 ３年(1863)
-

Ｚ　 」
福与村

● 　 　 　 ● 　 　 　 ● 　 　 　 ● ゛
へ

三

日

町

分

村y ｇ ゛ ’･’‘ ‾ ‾‾‾‾　　　　　　　　　　　　　　　　　 字名
’用

水 路は天保14 年

界　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 の絵図によ る

図4-42　 江 戸 時 代 後 期 天 竜 川 河 道 の 変 遷 （ 北 殿 村地 先 ）（ 北 殿 区 有文 書 よ り合 成 ）

二

七
三
一
）、
元
文
二
年
二

七
三
七
）
に
田
畑
村
、
神
子
柴
村
の
田
地
が
大
き
く

川
成
り
に
な
っ
た
例
が
記
録
に
残
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
他
の
地
域

で
も
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
江
戸
時
代
後
期
の
北
殿
村
地
先
に
お
け
る
天

竜
川
の
河
道
変
化
の
実
態
を
図
示
す
る
と
図
４
－
4
2
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
図
は

天
保
一
四
年

二

八
四
二
）、
文
久
三
年

二

八
六
三
）、
慶
応
三
年

二

八
六
七
）
の

北
殿
村
地
先
の
同
じ
地
域
の
河
川
図
に
よ
っ
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
図
で

見

る
よ
う
に
、
現
在

の
天
竜
川
両
岸

の
美
田
地
帯
で
あ
る
沖
積
平
地
は
、
ま
さ
に

氾
濫
原
そ

の
ま
ま

の
状
態
で
あ

っ
て
、
天
竜
川
の
川
筋
は
気
ま
ま
に
移
り
変

わ
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
南
箕
輪
地
域
で
も
河
道
変
化
の
多

い
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
が
、
他

の
場
所
で
も
河
道

の
変
化
は

か
な
り
見
ら

れ
る
の
で
あ
る

。

こ

の
よ
う
な
状
態

か
ら
み
て
、
当
時

の
堤
防
は
川
筋
を
固
定
す
る
よ
う
な
力
を

持

っ
た
も

の
で
は
無

く
、
川

の
流

れ
に
合

わ
せ
て
河
川

の
屈
曲
部
や
、
水
田
を
守

る
た
め
の
重
要
な
場
所
に
部
分
的
に
造
ら

れ
る
と

い
う
段
階
で

あ

っ

た
。
し

か

も
、
大
き
な
洪
水

の
場
合
は
流
失
し
、
本
流

の
川
筋

の
変

わ
る
た

び
に
造
り
替
え

る
と

い
う
よ
う
な
程
度

の
も

の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
河
川

の
両
側
に
連
続

的
な
堤
防
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
明
治
以

降
で
あ
り
、
半
永
久
的
な
石

堤
に
な

っ
た

の
は
昭
和
に
な

っ
て

か
ら
で
あ
る

。

江
戸
時
代
の
当
地
に
お
け
る
堤
防
の
構
造
は
ど
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
堤
防

（
川
除
堤
）
で
は
築
堤
の
斜
面
、
特
に
川
表
側
の
工
法
と
、
激
流
に
洗
わ

れ

る

部

分
の
根
固
め
の
方
法
、
及
び
激
流
を
和
ら
げ
る
水
制
工
が
問
題
に
な
る
。
強

い
水

流
に
洗
わ
れ
る
こ
と
の
無

い
所
で
は
川

除
堤
と
し
て
土
を
主
体
と
し
た
堤
防
が
造

ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
根
固
め
に
は
乱
杭
、
柵
、
粗
染
小
口
等

が

用

い

ら

れ
、
築
堤
の
斜
面
に
は
芝
、
萱
羽
口
等
の
工

法
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

天

竜
川

の
よ
う
な
強
い
水
勢
の
所
で
は
土
堤
は
不

向
き
で
あ
り
、
か
つ
、
石

が
豊

富
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
石

を
主
体
と
し
た
川
除

堤
が
造
ら
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
資
料
を
み
る
と
、
宝
暦

八
年
（
一
七
五
八
）
の

文

書

に
「

六

拾

年
已

前
回

元
禄
一
二
年
１
一
六
九
九
年
」
成

し
下

さ
れ
侠
砂
利
堤
今
に

お
い
て
碇

と
御

座
候
」
と
い
う
記
録

が
あ
り
、
元

禄
時
代

に
砂
利
堤

が
造
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
ま
た
、
元

文
四
年

（
一
七
三
九
）
の
川
除
御
普

請
箇

所
積

り
帳
（
門
屋

文
書
）
の
中

に
、
砂
利
土

手
長

さ
六
拾

開
と
あ
り
、
こ
れ
は
砂
利

堤
で
あ
る

と

考

え
ら
れ
、
そ
の
後
し
ば
し
ば
川
除

け
関

係
の
文
書
の
中
に

砂
利

堤
と
い
う
文
字

が

4印
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出

て
お
り
、
他
に
堤
防
の
種
類
を
示

す

言
葉
が
出
て
こ
な

い
こ
と

か
ら
、
当
地
に

お
け
る
川

除
堤
は
砂
利

堤
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
格
的
な
石
堤
に

つ
い
て

は
、
明
和
か
ら
天

保
の
時
代
に
、
松
村
理
兵
衛
ら
三
代
約
一
〇
〇
年

の
歳
月

を
か

け
て
、
田

島
村
（
現
下
伊
那
郡
上
片
桐
）
に
立
派
な

石
堤

が
造
ら

れ
て
い
る
が
、
当

村
内
に
は
そ
の
よ
う
な
石
堤
の
存
在
は
確
認
さ

れ
て

い
な

い
。

さ
ら
に
、
砂
利
堤
の
構
造
に

つ
い
て
は

宝
暦
時
代
（
一
七
五
一
～
一
七
六
四
）
の

村
役
　

鹿
柔
　

百
拾
壱
束
　

四
尺

打

ち
違

い
五
尺
縄
弐

重
／

是

は
切

れ
所
長

さ
三
十

一
間
高

さ

六
尺

の
所
両
法
筋
然
栞
拾
二

通
り
此

の
長
宍

延
三
百

七
拾
弐
間
　

但
し
拾
間

三
杷

ず
つ

（
塩

ノ
井
大
東
文
書
）

こ

れ
に

よ

る
と

、

高

さ

六
尺

、

底

面

の
幅

一
丈

六
尺

で
上

面

に

六
尺

幅両

側
面

の
法

は
高

さ
一
尺

ご
と
に
粗
柔

の
馬
踏
み

を
持

つ
築
堤
で

あ
り
、

を
並
べ
て
砂
利

の
崩
れ
落
ち
る

の
を
防
ぐ
よ
う
に
す
る
、
粗
柔
羽
口

に

し

て

い

る
。
（
図
４
－
4
3
）
砂
利

堤

の
大

き
さ
は
場
所
に
よ

っ
て
異
な
り
、

高
さ
四
尺
、
馬

踏
四
尺
程
度

の
小
さ
な
も

の
も
あ
り
、
明
治
に
な

っ
て

か
ら

の
記
録
で
あ
る
が
、

高

さ
二
開
、
馬
踏
二
間
と

い
う
大

き
な
砂
利
堤

が
造

ら

れ

た
（
神
子
柴
）
例

も

あ

る
。川

除
け
堤

の
根
固

め
に
は
大
石
・
蛇
能
（
当
地
で
は
ほ
と
ん
ど
藤
寵
で
あ
る
）
・
枠

類
等
が
用

い
ら
れ
て

い
る

。
蛇
能
に
よ
る
根
固

め
の
た
め
の
使
用
は
根
能
、
敷
能

な

ど
と
呼
ば
れ
て

い
る
が
当
地
で

の
利
用
は
少
な
く
、
枠
類
が
主
要
な
根
固

め
の

工
法
と
し
て
多
く
使

わ
れ
て

い
る

。
こ

の
う
ち
沈
み
枠
は
通
常
縦
、
横
、
高
さ
と

も
五
～
六
尺

の
方
形

の
枠
で
、
丘
で
組
み
立
て
て
必
要
な
楊
所
に
引
き
入

れ
、
石

を
入
れ
て
沈
め
る
と

い
う
方
法
で
設
置
し
て

い
る
。
（
図
４
－
4
5
）
続
き
枠
は
こ
れ

を
連
続
さ
せ

た
も

の
で
、
こ
れ
も
多
く
使

わ
れ
て

い
る
が

享
保

一
四
年
（
一
七
二

九
）
に

Ｉ
〇
〇
間

の
長
さ

の
続
き
枠
を
設
置
し
た
記
録
も
あ
る
。

さ
ら
に
、

江
戸

時
代
後
期

か
ら
明
治
に

か
け
て
根
固

め
水
制
両
目
的
を
兼
ね

た
護
岸
工
法
と
し
て

合
掌
枠
が
多

く
使

わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

川
除
け
堤

の
出
し
と
し
て
は
、
石
出
し
、
龍
出
し
、
枠

出

し

等
（
図
4
1
4
4）

が
用

い
ら
れ
て
、
川
除
け
堤

の
保
護
を
行

な
っ
て

い
る

。

水
制
工
の
工
法
と
し
て
は
、
乱
杭
・
聖
牛
類
・
合
掌
枠
等
（
図
4
1
4
5）
が
用

い

ら
れ
て

い
る
。
水
制
工
と
し
て
大
切
な
聖
牛
類
は
武
田
信
玄

の
発
明
と

い
わ
れ
て

お
り
、
甲
州
で

は
早

く
か
ら
用

い
ら
れ
て
い
る
が
、
享
保
（
一
七
一
六
～
一
七
三
（

）

の
こ
ろ
か
ら
各
地
に
広
ま

っ
た
と

い
わ
れ
て

い
る
。
（
古
島
敏
雄
『
近
世
日
本
農
業
の

構
造
』
）
甲
州
に
近

い
郷
土
で
は
比
較
的
早

い
時
期

か
ら
使

わ
れ

た
も

の
と
考
え
ら

れ
る

。
そ

の
使
用
始

め
の
時
期
は
判
然
と
し
な

い
が
、
宝
永
（
一
七
〇
四
～
一
七
一

一
）
の
こ

ろ
か
ら

の
川
除
け

文
書
に

牛
・
笈
牛
・
聖
牛
・
大
聖
牛
等

の
文
字
が
多

く
出
て
来
て
お
り
、
盛
ん
に
利
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
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文

書

の
中

に

「

田

畑

村

地

先

囲

い
堤

馬

踏

み

」

と

い
う

表

現

か

お

り

、

時

代

は

ず

っ
と

後

に

な

る

が

安

政

六

年

（
一
八
五
九
）

の
南

殿

村

「

定

式

仕

越

御

普

請

帳

」

の
中

に

次

の
よ

う

に

記

さ

れ

て

い

る

。

天
竜
川
通

り
字
城
下

一
堤
切
れ
所
築
き
立
て
　

長
さ
三
拾
間
　

平
均
高
さ
六
尺
　

馬
踏
み

六
尺
　

敷
一
丈

六
尺

此

の
砂
利
　

六
拾
弐
坪

人
足
　

百

八
拾

六
人
　

但
し
砂
利
取
り

一
坪
三
人

右
入
用

図4-43　 郷土で多 く造られた砂利堤（普通 の大きさ）
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川 余堤

土 堤と筋芝 （算法地方大成 ）

立ブ 失 言

土堤の図で川に面した側を川表、反対側を川裏、頂面を

馬踏、底面を敷、斜面を法回 り比 呼礼 筋芝は法面を

強化するため法面１尺に１通りずつ芝を入れたものであ

る。水勢のおだやかな河川の川除堤に用いたO

砂利 堤は砂利を堤状 に積 み上げ たもので、時 に川表法面

に石 を並べて崩壊 を防ぐよ うにした石腹付 けもあった。

当 地方の川除堤 はほ とんど砂利堤であっ たO

出 し類

枠出し

堤馬踏

(算 法地方大成)

杭出し

第４章　水 と村の生活

石堤と竪を 根龍( 算方地方大成)

心　 ４`.S口Ｉ

ら

J
心

| | 　 　 　 W

-

石堤の図で 堤根が洗 われそ うな所には 根龍を 入れ水勢の

強い川 表には竪龍が置 かれたO

蛇箆 は材 料によって竹 龍毫 栞箆･籐 龍等があ った 当 地

方は ほとんど籐箆であ ったO

砂利堤( 石腹帽

石腹

二 丿

９ノ
箭出し

石川、砂川 など水勢 の強 いところの水 刎工法とし て用い

た、地形 及び水勢 により 蛇龍の量や出し の形状も 異なる。

(算法地 方大成)

比較的水勢の弱い泥川等に用いる水刎工で、堤際から杭

を数列河心に向つて打ち込んでゆく、その杭に横木を渡

して枠にすれば枠出しとなる。

図4-44　 江戸時代水防施設の川除堤と出し類（ 中屋文書よ り）



枠

柱
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枠類

沈枠(算法地方大成より)

沈枠　六尺立方くらいの枠で右図のように石を詰めて沈

め河床を固めるために使う。水の深い所では丘で組み立

て水中に出し一定の場所に繋ぎ石を入れて沈める
Ｏ

合掌 枠は護岸､ 水制､ｲ 肛 切りな どに使 われ､当 地方でも

江戸時 代後期か らかなり用い られ、北殿 卯ノ木前には多

量 に埋没してい たと報告さ れて いる。

聖牛 には大(棟木長 さ５間)､ 中( 同４間)があり､ 荒川 で堤

や出しな どに本流がつ きあたり 保ち難いような とき牛類

ﾌを゚前面 に据 えたり、あ るいは川 の ﾀﾞ'切り等に 用い られる
Ｏ

笈牛･ 菱牛 等は用水 の堰き込 みなど、聖牛よ り水 勢の弱

いところ に使わ れた
Ｏ

4 伺

皆 ヰj（算法地方 大成より）

続枠は沈枠を連続させたもので当地でも2饌 ～3饌 と続

けたものが希れではなかったO

合

掌

木

菱牛( 算法地方大成)

図4-45　水防施設としての枠類と牛類（ 中屋文書より）

合

掌

木



第 ４章　水 と村 の生活

２
　

洪

水

時

の

対

応

川

筋
の
村

々
大

水
出
候

節
は
昼
夜

を
限

ら
ず
近
村
の
者

ま
で
出
合

い
、
堤
切

れ
申

さ
ざ

る
よ
う
仕
る
べ
く
候
。
若

し
危
く
相

見
え

候
場
所
最
寄

り
の
村

々
よ
り
縄
・
俵

・
株
木
・

簑
持
参
堤
か
こ
い
申
す
べ
く
候
。
勿

論
堤

に
こ
れ
有
る
竹
木

・
芝

草
・
殴

・
萱

等
苅

り
取

り
申
す
間
敷
く
候
事
。

（
大
和

手
文
書
）

こ
れ
は
、
「
五
人
組
手
形
の
事
」
の
一
条
で
あ
っ
て
、
洪
水
時
の
農
民
の
心
得

と
応
急
対
策
が
説
か
れ
て
い
る
。
幕
府
か
ら
説
か
れ
る
ま
で
も
な
く
大
切
な
土
地

を
守
る
た
め
、
農
民
は
洪
水
の
際
は
昼
夜
を
わ
か
た
ず
監
視
を
し
て
お
り
、
危
険

が
迫
れ
ば
村
中
総
出
で
、
時
に
は
隣
村
の
人
ま
で
応
援
を
頼
み
、
空
俵
や
簑
、
縄

等
の
材
料
を
持
っ
て
か
け
集
ま
り
、
村
役
人
の
指
導
の
も
と
に
堤
が
切
れ
な
い
よ

う
に
必
死
に
水
と
闘
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
平
常
時
の
注
意
と
し
て
堤

防
が
ゆ
る
ま
ぬ
よ
う
に
、
そ
こ
に
生
え
て
い
る
蔑
や
萱
等
の
草
は
刈
り
取
ら
な
い

よ
う
に
し
て
い
た
。

こ
れ
で
も
洪
水
の
力
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ず
に
堤
防
が
切
れ
て
田
地
が
流
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
こ
ん
な
場
合
に
は
村
か
ら
御
役
所
に
対
し
て
早
速
、
報
告
書
が

出
さ
れ
た
。

書
付

宝
前
鵜
ノ

ー
笈
牛
拾
壱

樋
内

宝
前

一
笈
牛
弐
拾

け
を
以

て
御

注
進
申
し
上
げ
候

木
下

組
　
　

宝
暦
十
二
年
午
年
御
普
請

三
五
組
の
内

四
組
　
明

和
三
年
戌
年
成
し
下

さ
れ
候
御
普
請

坂
明
ば
ん

一
中
聖
牛
六
組
　
　

宝
暦
十
二
年

亥
前
十
五
間

の
内

一
枠
　

五
間
　
　
　

明

和
三
戌
年

ミ
ッ
長

一
同
　

十
組
　
　
　

宝
暦
十
二
年

橋
下

一
同
　

十
五
組
　
　

同

断

右

は
先

月
十

五
日

よ
り
度

々
雨
降

り
続
き
、
別
け
て
当
五
日

の
夜
よ
り
大
雨
、
天
流
川
満

水
仕
り
川
瀬
替

わ
り
前

々
成

し
下

さ
れ
候
川
除
け
御
普
請
流
失
仕
り
俵
分
此

の
如
く
に
御

座
候
間

御
注
進
申

し
上

げ
候
。
こ
れ
に
依

り
、
捨
て
置

き
俵
て

は
本
瀬
付

け
寄

り
田
方
欠

け
崩
れ
百

姓
困
窮

仕
り
候
。
御

慈
悲

を
以
て
右
場
所
御
普
請
仰
せ
付
け

ら
れ
下

さ
れ
置

き

候
様
願
い
上

げ
奉

り
候
以

上
。

明
和
五
戊
子
五
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名

主
　
三
郎
右
衛
門

組
頭
　

武
口

衛
門

百

姓
代
　

長
次
郎

飯
島

御
役
所

（
北
殿
区
有
文
書
）

こ

の

よ

う
に

、

洪

水

の
被

害

は
村

役

人
に

よ

っ

て
御

役

所

の
方

へ
速

々

か
に

報

告

さ

れ

る

。
特

に

か

つ

て
幕

府

入
用

を
以

て
普

請

を

し

た

所

（
こ

れ
を
御
普
請
所

と

い
う
）

が
被

害

を
受

け

た
場

合

は
、

速

や

か
に

御

入
用

を
以

て

再
度

の
御

普

請

が

行

な

わ

れ

る

よ

う
要

望

し

て

い

る

。

当

時

農

民

は
役

所

あ

て

の
文

書

の
中

で

、

水

田

の

こ

と

を
御

田

地

と

呼

ん

で

い

る
場

合

が
多

い

。
水

田

は
自

分

の
土

地

で

あ

る

よ

り

は
領

主

の
土

地

で

あ

る

と

い

う
観

念

が
強

い

。

こ

れ

は
水

田

か

ら

の
収

穫

は

ほ
と

ん

ど

す

べ

て
年

貢

と
し

て
出

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
実

態

を
考

え

れ

ば
当

然

の

こ

と

で

あ

る

か
も

知

れ

な

い

が
、

同

時

に

幕

府

や

領

主

の

も

の
で

あ

る

か

ら
水

田

に

対

す

る
川

除

け
、

修

復

は

御

入
用

で

お
願

い
し

た

い

と

い

う
意

味

が
含

ま

れ

て

い

る

の
で

あ

ろ

う

。

農

民

に

と

っ

て

は
先

に

述

べ

た

よ

う

な
点

が

あ

る
に

し

て
も

、

水

田

は
畑

作

分

の
貢

租

を
負

担

し

て

く

れ

る
土

地

で

あ

り
、

生

産
力

が
高

く
努

力

の

か

い

が

あ

る

水
田

が

尊

ば

れ

た

も

の

で

あ

ろ

う

。

こ

の

こ

と

は

水
田

地
帯

の

農
民

の
方

が
、

畑

作

地

帯

の

農
民

よ

り

一

般
に

豊

か

な

生
活

を
成

し
得

た

事
実

か

ら

理
解

で

き

る

。

し

た

が

っ

て
、

農

民

は
御

田

地

と
考

え

な

が

ら

も
積

極

的

に

自

普

請

に

よ

っ

て
用

454



第２節　水 との闘い

水
堰
を
造
っ
た
り
川
除

け
普
請
を
行

な
っ
て
い
る
。
た
だ
、

残
念
な
が
ら
収
穫

物

の
五

～
七
割
を
年
貢
に
吸

い
上

げ
ら
れ
、
諸
役
務

の
厳
し
い
農
民

の
生
活

に
は

ぽ

と
ん
ど
余
裕

が
な
く
、
大

き
な
工
事

を
や

り
遂

げ
る
力

は
無

か
っ
た
の
で

あ
る
。

そ

こ
で
、
「
百

姓
自
力
に
及
び
難
く
」
と
か
、
「
百
姓
自
普
請
に
成

り
難

く
」
と

い

う
こ
と
で
、
幕
府

の
費
用
（
御
入
用
）
に

よ
る
普
請

を
強

く
要
求

す
る
こ

と

に

な

る
の
で
あ

る
。

し

か
し
、
農
民

の
要
請
に
幕
府
や
藩
主
が
す
ぐ
に
応
じ
て
く

れ
な

い
場
合
も
多

い
。
頻
繁
に
お
こ
る
洪
水
、
た
び
重
な
る
普
請
に
応
じ
き
れ
な

い
と

い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
「
当
春
御
普
請
奉
行
様
御
見
分

の
上
に

で
も
捨

て
置
き
難

き
揚

所

に

相

見

え
候

へ
共
少
し
分
の
願

い
方
に
て
は
相
保
ち
申
す
間

敷
く
」
と
し
て
、
再
三
に

わ
た
っ
て
願

い
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
り
、

ま
た
、
御

普
請
を
お

願

い
し

た
と
こ
ろ
役
所

か
ら
、
「
元

禄
以

前
の
仕
来
り
証
拠
書
こ
れ
無
く

侠

て

は

御
普
請
仰
せ
付
け

ら
れ
ず
候
」
と

い
う
よ
う
に
、
前

々
か
ら
そ
こ

が
御
普
請
所

で

図4-46　 普請奉行所あての普請願（玉理軒文書）

あ
っ
て
ど
の
よ

う

な

形
（
幕
府

の
負
担
割
合
等
）
で
普
請

が
行

わ

れ
た
か
証
拠

を
出
せ
、
そ

れ
が

な
け
れ
ば
御
入
用
で

の
普
請

は

で
き
な

い
、
と

い
う
よ
う
な
返

答
も
帰

っ
て
き
た

の
で
あ
る
。

水
田

に
水
を
か
け
な

い
状
態

で
放
置

し
て
お
く
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
、
農
民

た
ち
は
応
急

工
事
で
間
に
合

う
場
合

ほ
と
り

あ
え

ず
の
水
路

を
造

っ
た
り
、

新

た
な
川
欠
け
が
生

じ
な

い
よ

う
「
百
姓
附
防
普
請
に

て
欠
け

口
留

め
置
き
候
」
と

い
う
よ
う
な
応
急
処
置
を
し
て
、
御
普
請
を
命

ぜ
ら

れ
る

の

を
待

た
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。

３
　

川
除
け
御
普
請
と
そ
の
負
担

川

除
け
が
御
普
請
に
な

っ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
普
請
が
行
な
わ
れ
た
の
だ
ろ

う

か

。

一
つ
の
資
料
を
見
よ
う
。
次
の
例
は
「
差
し
延
べ
難
き
急
の
繕
い
普
請
」

の
場
合
で
、
村
役
人
が
役
所
に
出
し
た
見
積
書
で
あ
る
が
、
私
た
ち
に
多
く
の
事

を
知
ら
せ
て
く
れ
る
。

元

文
四
年
未
皿

心
急
普
請
積
帳

有
高
五
百
弐
拾
五
石
五
斗
弐
升
　
　
　

伊
那
郡
田
畑
村

外
百
弐
拾
五
石
三
斗
八
升
四
合
　

諸
永
引

き

竃

川
井
伏
せ
越
レ
聊
　
長

さ
六
間
　

内
法
皿
に

ぺ
こ

寸

是
は
大

泉
川

を
伏

せ
越

し
太
田
大
助

知
行
所
南
殿
村
黒
川
用

水
を
堰

き
込
み
用
水
引

き

取

り
、
八
年
以
前
子

の
年
松
平

九
郎
右
衛
様
御
預

か
り
の
節
御
普
請
こ

れ
有
り
候
所
、

去
る
五
月
数
度

の
満
水

の
節
天
竜
川
押
し
寄
せ
伏
せ
越
し
樋
迄
欠
け
込
み
残
ら

ず
流
失

仕

り
候
に
、
当
仕
付
け
用
水
外
に
引
き
取
り
筋
御
座
無
く
候
に
付
き
、
前
後
押
し
埋
め

掘
り
割
り
元

の
如
く
伏
せ
越
し
候
積
り
、
但
し
、
此

の
場
所
前
々
よ
り
横
長
拾
四
間

の

内
大
泉
川
床

六
間

は
板
樋
に
仕
立
て
候
に
付
き
有
り
来
り

の
通
り
仕
立
て
候
積
り
。

松
木
　

六
本
　
　

ぺ
こ

０ １
こ
皿

長
土
台
　
代

永
弐
百
八
拾
八
文

但
し
一
本

水
四

拾
八
文

同
木
　

五
本
　
　

囁
七
皿

五
寸

横

土
台
　
　

代

永
六
拾
文
　
　

但

し
一
本
永
拾
弐
文

同

木

弐
本
　

嬢六

同

板
　
三

拾
六
枚
匹Ｊ

七（
　
　

前
後
横
土
台

代
永
百
拾
四
文
　

但
し
一
本
永
五
拾
七
文

言

幅

元

宍
　

代
永
九
百
文
　
　

但
し
一
枚
永
弐
拾
五
文

同
板
　
六
枚
　
四

六
づ
幅
一
尺

両
側
板
　

代
永
四
百
六
拾
八
文
但
し
一
枚
永
七
拾
八
文

同
板
　
三
拾
六
枚
門

言

尹

ふ

板
代
永
一
貫
四
拾
四
文

但
し
一
枚
永
弐
拾
九
文

455
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同
木
　
拾
六
本
　
ま
大（

三
寸

内
診
柱
　

代
永
八
拾
六
文
　

但
と

本
永
五
文

同
木
　
四
本
　
　（

七
皿
五
寸

前
後
柱
　
　
代
永
四
拾
四
文
　

但
し
一
本
拾
壱
文

四
寸
釘
百

六
拾
本

弐此
貫鉄
四 目
百

大
工
　

三
拾
六
人
分

皆
打
釘
　
　
代
永
四
百
八
拾
文

但
し
一
本
鉄
拾
五
匁

賃
永

壱
百
九
拾
壱
文
三
分

但
し
壱
人
永
三
拾
七
文
七
分

是
は
右
切
り
組
み
五
坪
八
合
は
甲

蓋
、
板
坪

二
坪

は
両

側
、
板
坪
合

七
坪

九
合

、
壱
坪

に
つ
き
四
人
ず
つ

一
枠
樋
　

延
長
八
間
　

内
法
皿

さ
れ
四
心
　
両

堤
下

四
間
ず
つ
二
箇

所

右
同
断
御
入
用

雑
木

昌

森

谷

七

枠
柱

代
永
言

六
拾
文

是
は
間
に
弐
本
ず
つ
八
間
と
四
本
は
二
か
所
の
送
り
木

同
木
　

四
拾
弐
本
耘
に
匹

寸
貫
木
　

代
永
五
百
九
拾
弐
文

是

は
開
に
五
本

ず
つ
八
間
弐
本
は
送
り
二

か
所

同
木

百
九
拾
蒙

昌

三
寸尺

代両
永側
五立

是

は
間
に
拾
弐
本
ず

つ
拾
六
聞
分

但

し
一
本
拾
八
文

但
し
一
本
拾
四
文
壱
分

大
球

拾
六
文

八
分
　
　

但
し
一
本
弐
文
九
分

同
木
九
芙
森
言
七
言
訴
訟
妻
才

是

は
間

に
弐
拾
弐
本

ず
つ
八
間

但
し
一
本
三
文
九
分

万

万

四
轟

謳

悩

い

代
永
百
五
拾
八
文
四
分
　
　
但
し
一
束
六
文
六
分

是
は
樋
上
両

側
弐
間

に
三
束

ず
つ

大
工

八
人

賃

永
三
百
壱
文

六
分

一
掘
り
割
旦

二
拾
三
間

平
均

四

さ
皿
な
上
口
一
丈
八
尺

但
し
壱
人
三
拾

七
文

七
分

外

拾
三
間
深

さ
上
口

敷
共

に
右
同
断
　

掘

り
埋

め
百
姓
役
に

つ
き
こ

れ
を
引
く

此
の
砂
利
　

七
拾
坪

五
合
　

人

足
三
百
五
拾
弐
人
五
分
但
し
一
坪
五
人

是

は

右

同

断

大

泉

川

切

り

込

み

石

砂

利

両

方

ヘ

ー
面

に

押

し

出

し

、

田

畑

共

に

河

原

同

様

に

罷

り

成

り

候

に

付

き

樋

伏

せ

外

百

姓

役

前

後

押

し

埋

め

長

さ

の

内

三

拾

三

間

の

所

は

お
び
た
だ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ば
か
５
　
　

Ｘ
　
４
　
Ｘ
　
ｆ

夥

敷

く

押

し

埋

め

百

姓

自

力

に

叶

い

難

く

候

に

付

き

、

右

場

所

計

人

足

御

扶

持

米

下

さ

れ

掘

り

割

り

の

積

り

、

尤

も

こ

の

掘

り

割

り

の

積

り

砂

利

樋

上

両

堤

裏

へ

持

ち

運

び

の

積

り

Ｏ
一

伏 天

薪

岨

長
さ
五
間
　
内
法
皿
酪
三
尺尺

右
入
用
（
省
略
）

一
掘
り
割
り
　

長
さ
百
三
拾
間
　
平

均
匹

さ
む
匹
心
上
口
壱
丈
六
尺

此

の
砂
利

百
九
拾
八
坪
六
合

人
足
七
百
九
拾
四
人
四

分
　

但
し
砂
利
取

り
壱
坪
四

大
是

は
右
同
断
用
水
路
掘
り
割
り
去

る
五
月
満
水

の
節
迄
は
、
天

竜
川
幅
移
り
田

畑
村

の
前
通
り
候
に

つ
き
用
水
樋
口
へ
直
ち
に
用
水
堰
き
上
げ
候
所
、
同
月
八
日

よ
り
降
り

続

き
候
大
水
に
て
川
面
福
島
村
字
柳
瀬
と
申
す
所
よ
り
川
向
き
田
所
に
切
り
込
み
、
そ

の
後
常

水
共
福
島
村
入
川

へ
流

れ
古
川
高
く
成
り
用
水
一
切
上
が
り
申
さ

ず

侠

に

つ

き
、
福
島
村
入
り
川
除
け
用
水
玖
樋
口
迄
凡

そ
長
さ
三
百
関
余

の
所
掘
り
割
り
新
規
用

水
付

け
候
積

り
、
尤

も
右
長
さ

の
内
百
三
拾
間

の
場
所
は
大
石
に
こ
れ
有
り
百
姓
自
力

に
叶

い
難

き
に
付

き
掘

り
割
り
人
足
御
扶
持
米
下

さ
れ
、
そ

の
余
は
百
姓
役
に
て
掘
り

割
り
仕

り
候
積

り
。

右

の
寄

せ

人
足
千

五
百
四

拾
六
人
九
分
　

御
扶
持
米
　

此

の
米

八
石

六
斗
壱
合

七
勺

但
し

一
人

七
合
五
勺
宛

米
八
石
六
斗
壱
合
七
勺

小
以
　

永
拾
五
貫
三
百
六
拾
五
文
壱
分

（
門

屋
文

書
）

こ

れ

は
、
天

竜
井

と

黒

川
井

の
大

泉

川

床
下

の

伏

せ

越

し

の

工

法

が
記

さ

れ

た

珍

し

い
も

の
で

あ

り

、

そ

の
ほ

か

に

、

当

時

の
川

除

け

普

請

に

お

け

る

幕

府

と

農

民

負

担

の
状

態

、

仕

事

の
量

、

材

料

の
値

段

等

を

知

ら

せ

て

く

れ

る

。

こ

の
普

請

で

幕

府

の
負

担

は

一

五

四

六

人

九

分

の
人

足

の
扶

持

米

八
石

六

斗

一

合

七

勺

と

、

4 邱
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材
料
費
大
工
賃

の
永
一
五
貫
三
六
五
文
で
あ

る
が
、
農
民

の
負
担

は
ど
の
程
度
で

あ
っ
た
か
計
算
し

て
み

る
と
次

の
よ

う
に
な

る
。

御
普
請

の
場
合
に

お
け

る
百
姓
役
（
農
民
の
負
担
）
は
、
享
保
一
六
年
に
改
め
ら

れ
高
一
〇
〇
石
に

つ
き
五
〇
大
と
な

っ
て
お
り
、
こ

の
普
請

の
場
合
田
畑
村
の
有

高
が
五
二
五
石
五
升
二
合
で
あ
る
か
ら
、
二
六
三
人
分
の
百

姓
役
が
義
務
役
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
普
請
の
見
積
り
帳
で
の
百

姓
役
は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ

か

。村
役
人
に

よ
る
百
姓
役

の
見
積
り

は
行

な
わ
れ
て
は
い
な
い
が
、
伏
せ
樋
の
所

の

コ

エ
間
の
掘
り
割
り
と
天

竜
川

か
ら
の
堰
き
込
み
の
用

水
路
三
〇
〇

間
の
う
ち

一
七
〇
間

を
百

姓
役
で
行

な
う
積
り
と
し
て
い
る
。
こ
の
百

姓
役
で
引

き
受

け
る

部

分
は
他

の
部

分
よ
り
単
位
長

さ
当

た
り
の
作
業

量
が
少
な
い
所
が
選
ば
れ
て
い

る
が
、

も
し
一
間
当

た
り
の
作
業

量
が
半

分
と
し
て
も
お
よ
そ
六
〇
〇

人
の
労
力

が
必
要

で
あ
り
、
仮
に
三
分
の
一
と
し
て
も
四
〇
〇

人
の
労
力
が
必
要
に
な
る

。
こ

の
よ
う
に
み

る
と
、
こ
の
普
請
で
の
百

姓
役
は
規
定
の
百

姓
役
の

丁

五
～

二
倍
の

負
担
に

な
っ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
実
際
に

は
こ

の
よ
う
な
負
担
増

が
多

か
っ
た

と
考
え

ら
れ
る
。
さ
ら
に
注
意
す

べ
き
こ
と
は
総
人
足
数
で
あ

る
。
御
扶
持
米
人

足
と
し

て
見
積
ら
れ
て

い
る
人
足
数
が
一
五
四
六
人
お
り
、
百

姓
役
が
仮
に
五
〇

〇
大
と
見
積
れ
ば
合

わ
せ
て
二
〇
四
六
人

の
人
足
が
必
要
と
な
る
。
当
時
の
田

畑

村

の
男

の
人
数
は
一
五
〇
大
程
度
で
、
人
足
と
し
て
働
き
得
る
人
数
は
多
く
見

積

っ
て
も

Ｉ
〇
〇

大
程
度
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
一
人
当
た
り
二
〇

～
二

一
日
ほ
ど
人
足
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の

人
足
は
「
惣
人
足
は
申
す
に
及

ば
ず
村
役
人
足
共
に
自
今
末
明

に
御

普
請
所
に
罷

り
出
で
、
役
人
差
図

の
通
り
極
く
遅

く
迄
相
詰

め
、
働

か
ざ
る
大
出

さ
ざ
る
様
に

致
す
べ
き
事
」
（「
在
々
御
普
請
定
法
」
門
屋
文
書
）
と
い
う
よ
う
に
長
時

間

の

重
労

働

で
あ
る
。
普
請
は
通
常

農
閑
期

に
行

な
わ
れ
る
が
、

こ
の
普

請
で
は
水
害
に

よ

る
急
の
繕
い
普

請
で
あ
っ
て
、
農
繁
期
で
も
や

ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
普
請
で

あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
農
繁
期

の
普

請
も
か
な
り
あ
り
農
作
業

へ
の
影

響

は

大

き

く
、
水
と
の
闘
い
は
農
民
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
で
あ
っ
た
。

御
普
請
に
お
け
る
労
力
負
担
は
以
上
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
外
に
小
木
材
や

藤
親
等
の
普
請
材
料
の
負
担
も
多
い
。
こ
の
よ
う
な
労
力
や
普
請
材
料
の
地
元
負

担
を
ど
う
や
っ
て
賄
っ
た
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
点
に
つ
い
て
資
料
を
見
よ
う
。
用

水

路

に

つ

い
て

は
そ

の
用

水

を

用

い
る

村

々
に

よ

っ
て

水
下

組

合

が

作

ら

れ

て

い

て

共

同

し

て

負

担

し

た
所

も

あ

っ
た

よ

う

で

あ

る

が

、

こ

の
付

近

の
天

竜

川

筋

に

は
水
下

組

合

が

作

ら

れ

た

と

い
う

資

料

は

な

い
。

し

か

し

、

次

の
よ

う

な

貞

享

三

年

（
一
六
八
六
）

の
資

料

が

あ

る

。

恐
れ
乍
ら
書
付
け
を
以

て
御

訴
訟
申
し
上
げ
候

御
事

当

所
天

流
川

除
け
の
儀
先

年
脇
坂
中

務
少
輔
様
御
代
に

は
箕
輪
村

々
山
方
里
筋
共
に

道
具

人
足
一
同

に
仰
せ
付

け
ら
れ
、
其

の
上
普

請
所

の
儀

は
箕
輪
中
川
長

く
上
下
二

手
に
遊

ば

さ
れ
、
御
奉
行
付

け
為
さ
れ
春
中
に
川
聯
成

さ
れ
下

さ
れ
候

。
夫
に
就
き
満
水

の
節
も
田

地

多
く
流
れ
申
さ
ず
候
え
共

、
御
領
所

に
罷

り
成

り
川
除
け
村
切
り
に
仰
せ
付
け
ら
れ
候

故

、
大
部
分

の
場
所

は
其

の
村
計

り
に
て
堰

き
兼

ね
申
し
候
て
田
地
大
分
川
欠
け
に
罷
り

成

り
候

。
尤

も
御
領
所

の
内
も
川
除
け
場
大
分

の
所
へ

は
他
村
よ
り
道
具
人
足
共
に
仰
せ

付

け
ら

れ
下

さ
れ
候

。
然

れ
共
中
務
様
御
代

の
ご
と
く
に
年

々
春
中

の
御
普
請
ご
座
無
く

候
故
弥

く
田
地
荒

れ
申
し
候
事

（
中
略
）

貞
享
三
年
寅
ノ
三
月
十

八
日

北
殿
村

南
殿
村

田
畑
村

御
奉
行
様

全

理
軒
文
書
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
箕
輪
領
が
脇
坂
氏
の
私
領
で
あ
っ
た
時
代

は
領
内
天

竜
川

筋

を
上
下

二
つ
に
分
け
て
管

理
し
、
川

除
け
普
請
の
場

合
は
箕
輪

領
内

の
山
方
、
里

筋
の
村
々
共
に
道
具
（
材
料
）
、

人
足

を
一
同
に
負
担

さ
せ

て
い
た
こ

と

が

わ

か

り
、
元

禄

コ

ー
年
（
一
六
九
九
）
に
幕

府
領

と
太
田
領
に
分

割
支
配

を

受

け

る

よ
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う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
大
普
請
の
場
合
は
特
別
、
普
通
の
揚
合
は
普
請
場
所
該
当

の
村
限
り
で
負
担
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
川
筋
の
村
々
の
負
担
は

非
常
に
大
き
く
な
っ
た
。

板
倉
時
代
も
脇
坂
時
代
と
同
様
に
箕
輪
領
一
体
と
な
っ
て
川
除
け
普
請
の
負
担

を
し
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
資
料
で
わ
か
る
。

御
領
主
板
倉
頼
母
様

天
竜
川
川
除
け
御
普
請
仰
せ
付
け
ら
れ
候
杭
籍
割
り
付
け
覚
え

一
寵
　

三
拾
壱
本
　

小
河
内

杭
　

九
拾
四
本

一
能
　

弐
拾

八
本
　

福
　

与

杭
　

八
拾
四
本

一
寵
　

弐
拾
七
本
　
下
　

寺

杭
　

八
拾
三
本

一
能杭

一
龍

四
拾
弐
本

百
弐
拾
八
本

九
拾
木

杭
　

弐
百
七
拾
本

能
／
　

弐
百
八
拾
本

杭
／
　

六
百
六
拾
壱
本

右
割
り
付
け

の
通
り
村
々
よ
り
受
け
取
り
致
す
べ
く
候

三
月
一
日

鈴
木
官
兵
衛

殿
村
庄
屋
中

久
保

松
島

夭

宗
館
文
言

幕
府
領
に
な
っ
て
か
ら
も
、
先

の
資
料
に
あ
っ
た
よ
う
に
大
工

事

の

場

合

に

は
、
他
村
に
も
分
担
さ
せ
た
こ
と
は
次
の
資
料
に
よ
っ
て
わ

か

る
。
そ

れ

は
、

「

山
方
へ
人
足
御

割
り
成

さ
れ
候

節
に
人
足
扶

持
米

相
渡
し
候

帳
面
井

び
に
御
役

人
様
よ
り
御
印
形

居
り
候

帳
面

」
と
あ
り
、
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。

箕
輪
領
村
々
北
殿
村
へ
罷
り
出
人
足
書
付
け
覚
え

一
人
足
拾
人
　
　

材
料
共
　

下
古
田
村
　

此
の
扶
持
米

五
升

一
人
足
拾
弐
人
　

材
料
共
　

上

古
田
村

（
中
略
九
か
村
分
）

一
人
足
拾
四
人
　
材
料
共
　

大

萱
村

一
人
足
弐
拾

人
　
材
料
共
　

大

泉
村

此
の
扶
持
米

六
升

此

の
扶
持
米

七
升

此

の
扶
持
米
壱
斗

但

し
一
人
五
合
獄

同
断

同
断

同
断

人
足
合
　
亘

二
拾

九
人
　

此
の
扶
持
米
　

六
斗

九
升
五
合
　

但
し
一
日
五
合
宛

右

の
通
り
村

々
人
足
扶
持

米
の
儀
其

の
村
に
入

れ
置
き
侠
間
、
扶
持
米
請
け
取
り
候

わ
ば

重
ね
て
此
の
村

々
相
渡

さ
る
べ
く
候

。
其

の
為
書
き
付
け
し
て
遣
し
串
し
候
。
以
上

（
宝
暦
四
年
）

戌
四
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
谷
太
兵
衛
手
代
　

大
森
小
平
次
⑩

山
本
　

久
内
⑩

北
殿
村
名
主（

北
殿
区
有
文
書
）

こ

の
よ

う

に

北

殿

村

の
災

害

に

対

し

、

山

方

の
一

三

か
村

か
ら

人

足

及

び

材

料

を

出

さ
せ

て

い

る

。
し

か
し

、

こ

の
よ

う

な

例

は
幕

府

頷

に

な

っ
て

か

ら

は

少

な

く

、

村

切

り

の
負

担

が

多

く

、

川

沿

い

の
村

々
の

負

担

は

大

き

く

な

っ
た

。

普

請

は
普

通

、

普

請

奉

行

や

そ

の
配
下

の

武

士

の

監

督

に

よ

っ
て

行

な

わ

れ

る

が

江

戸

時
代

中

期

ご

ろ

か
ら

は

一

部

に

村

請

負

と

か

、

有

力

農

民

や
町

人

に

よ

る

請

負

と

い
う
形

の
普

請

制

度

が

生

ま

れ

て

い
る

。

次

の

資

料

は

村

請

負

の
例

で

あ

る

。

御
普
請
村
方
請
負
証
文

の
事

米
弐
石
四
斗
六
升
弐
合
五
勺

合
永

六
貫
三
百
八
拾
六
文
七
分

内
永
三
拾
九
文

藤

代
　

此

の
藤
拾
三

房
　
但
し
壱
房
に
つ
き
三
文
ず
つ

永
七
拾
弐
文
九
分
松
鹿
栞

の
代
　

此
の
鹿
柴
九
泉但

し
壱
泉
に
つ
き
八
文
壱
分
ず
つ

永
三
百
九
拾
文
　

大
工
賃
　

此
の
大
工
数
拾
三
人
　
但

し
壱
大
に
三
拾
文
ず
つ

永
五
貫
八
百
八
拾
四
文
八
分
　

人
足
賃
　

此
の
人
足
四
百

九
拾
四
人
分

但

し
壱
大
に
つ
き
拾
弐
文
ず
つ

米
弐
石
四
斗
六
升
弐
合
五
勺
　
村

役
人
足
御
扶
持

米
　

此
の
人
足
四
百

九
拾
弐

大

五
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但

し
壱

大
に
五
合
宛

縄
拾
三
房
　
　
　
　
　
　

村
役

右
は
当
村
天

竜
川
通

り
川
除

け
並
び
に
用
水

路
御
普
請
御
積
り
通
り
を
以
て
村
請
け
仰
せ
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付
け
ら
れ
下
さ
れ
惣
百
姓
と
も
得
心
の
上
御
請
負
い
仕
り
候
。
こ
れ
に
依
り
御
積
り
御
仕

様
帳
写
し
取
り
相
違
な
く
仕
立
て
申
す
べ
く
候
。

一
擲
普
請

は
四
月
十
五
日
よ
り
取
り
懸
り
五
月
十
五
日
迄

の
内
に
仕
立
て
、
用

水
路
並
び

に
川
除
け
共
に
差
支
え
こ
れ
無
き
様
に
・：
（
略
）

一
人
足

の
儀
は
先
格

の
通
り
村
高
百
石
百
人
百
姓
役
無
賃
に
て
相
勤
め
申
す

べ

き

皆

の

所
、
当
年

の
儀
百
姓
悉
く
困
窮
仕
り
当
時
扶
食
差
し
詰
り
難
儀
致
し
申
す
に
付
き
、
其

の
段
御
願

い
申
し
上
げ
候
所
御
吟
味

の
上
村
役
人
足
壱
大
に
米
五
合
宛
御
扶
持
米
下

し

置

か
れ
、
其

の
余

の
人
足

は
壱
大
に
賃
永
拾
弐
文
ず

つ
下

さ
れ
…
略
…

（
中
略
）

享
保
十

七
年
子
四
月
　
　
　
　
　
　
　
　

信
州
伊
那
郡
田
畑
村

名
主
　

五
左
衛
門
⑩

組
頭

勘

太

夫
⑩

年
寄
　

庄
左
衛
門
⑩

百
姓
代
　

介
九
郎
⑩

川
除
け
擲
普
請御

奉
行
様

全

理
軒

文
書
）

こ

の
村

請

負

普

請

の
内

容

を

見

る

と

、

御

入

用

（
幕
府
出
資
）

の
額

が

米

二

石

四

斗

六

升

余

と

永

六

貫

三

八

六

文

余

だ

け

で
小

額

の

普

請

で

あ

る

。

し

か

し
、

人

足

は

村

役

四

九

二

人

五

分

、

賃

人

足

四

九

四

人

合

わ
せ

て

九

八

六

人

五

分

と

多

く

、

し

か
も

四

月

一

五

日

よ

り

五

月

一

五

日

の

間

と

い
う

農

繁
期

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

こ

れ

を

村

請

負

と

い
う
形

で

普

請

を

し

よ

う

と

い
う

の

で

あ

る

。

な

ぜ
こ

の
よ

う

に

村

請

負

に

し

た

の
か

、

そ

れ

に

つ

い
て

考

え

る

と

、
村

請

負

の
方

が

村

役

の
材

料

、

人

足

の
負

担

に

多

少

の
融

通

が

あ

っ
た

の
で

は

な

い
か

と

い
う

こ
と

、

も

う

一
点

は
前

年

の
享

保

二
（

年

（
一
七
三
一
）
に

大

水

害

と

大

旱

損
風

損

を

被

っ
て

お
り

、

当

面

の
夫

食

に

事

欠

き

、

願

い
出

て

村

役

人

足

に

も

一

日

五

合

の
扶

持

米

を

支

給

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

た
こ

と

か
ら

、

多

分

に

窮

民

救

済

の
意
味
が
あ
っ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
普
請
は
一
般
に
農
民
の
大
き
な
負
担

で
あ
る
が
、
村
役
人
足
ま
で
扶
持
米
が
給
さ
れ
れ
ば
飢
饉
の
よ
う
な
時
に
は
救
済

土
木
事
業
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
、
有
力
農
民
の
普
請
請
負
の
例
を
見
よ
う
。

覚

一
里
川
井

伏
せ
越
し
壱
か
所
　

但
し
長
さ
拾
弐
間
　

皿

さ
匹（

右
は
代

金
五
両

に
て
我
等
請
追
（
負
）
い
、
来
る
三
月
中

に
掘

り
割
り
築

き
立
て
共
に

御

仕
立
て
御
渡
し
申
す
べ
く
、
尤
も
木

品
の
義

は
其
こ
元

に
て
御
出

し
成

さ
れ
、
則

ち

受
け
取

り
組
み
入
れ
渡
し
申
す
べ
く
、
若
し
目

論
見
と
相
違
仕

り
候

わ
ば
御
差
図

請
け

直
し
致
し
申
す
べ
く
候
。
以

上

安
永
八
亥
二
月

田

畑
村

請
追
　

甚

五

衛

⑩

久

左
衛
門

⑩

久

米

蔵
⑩

村

勘

太

夫
殿

源
右
衛
門
殿

（
鎌

屋
文

書
）

こ

れ

は

請

負

人

か

ら
村

役

人
に

当

て

た

請

状

で

あ

る

。

こ

の
外

に

も
享

保

時

代

の

他
村

の
荒

れ

地

起

き
返

り
普

請

の

請
負

関

係

資
料

や

宝

暦

四

年

（
一
七
五
四
）

の

入

札

に

よ

る

請

負

状

も

あ

り
、

か

な

り
古

い
時

代

か

ら
普

請

の

請
負

が

一
部

に

行

わ

れ

た

よ

う

で

あ

る

。

次

に

、
川

除

け

あ

る

い
は
用

水

普

請

等

に
使

わ

れ

る

資

材

等

の
負

担
に

に

っ

い

て

見

る

と

、

御

普

請

に

必

要

な

諸

材

料

の

う

ち

、
大

き

な
木

材

や
能

等

は
御

入
用

で

ま

か

な

わ

れ

た

。

木

材

の

細

い
も

の

・

藤
蔓

・
粗

采

等

は

一
部

買

い

上

げ

も
行

な

わ

れ

た

が

百

姓

役

と

し

て

の

負

担

が

多

く

、
そ

れ

が
し

だ

い
に

増

加

し

た

。
「
御

普

請

御

入

用

木

方

・

藤

龍

・

其

の

他

百

姓

役

に

仕

り

候

品

等

委

細

御

吟

味

遊

ば

さ

459
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げ 達こ分

第4 章

れ
、
藤
龍

の
儀

は
只
今

ま
で
は
御

買
い
楊

げ
に
成

り
候
得
共
、
此

の

上

藤

龍

半

分
、
末

口
三
寸

九
分
以
下

の
木
品
百
姓
役
に
勤

め
候
様
に
仰
せ
付
け

ら
れ
紋
得
共

達

っ
て
御

訴
訟
申
し
上
げ
紋
訳
、
今
般
仕
来

た
り
候
通
り
藤
龍
、
木
品
御
買

い
上

げ
願

い
奉

り
候
様
に
則

ち
書
付
け
差
し
上
げ
申
し
候
」
（
北
殿
区
有
文
書
）
と

い

う

よ
う
に
、
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
、

百
姓
役

の
軽
減
を
訴
え

ざ
る
を
得
な
く
な

っ

て
い
る
。
こ
こ
に
寛
政

八
年
（
一
七
九
六
）
の
南
殿
村
天
竜
川
用
水
堰

き

上

げ

普

請
に

お
け

る
、
村
役
負
担

の
状
況

を
掲
げ

る
と
次

の
よ

う
で

あ
る
。

天
竜
川
用
水
堰
き
上
げ
普
請
に

松
木
　

五
拾
壱
本
　
　
　

但
し

松
木
　

三
百
弐
本
　
　
　

但
し

松
木
　

千
三
百
五
拾
九
本
但
し

松
木
　

四
百
本
　
　
　
　

但
し

藤
　
　

百
房

大
工
　

五
拾
人

百

玉
拾
壱
人
分

人
足
｛

四
拾
八
人
三
分

末長 末長 末長 末長 お
け

る
材
料
人
足
と
そ

の
負
担

口さ 口さ 口さ 口さ
二七 二六 四八 五 弐
寸尺 寸尺 寸寸 寸 間

代
永
壱
貫
百
弐
拾
文

代
永
弐
貫
七
百
拾
八
文

御

入

用

御

入

用

ｌ
　
χ
　
χ

百

姓

役

賃
永
壱
貫
弐
百
五
拾
文
　
　

御
μ　　 μ

入
用

御
扶
持
米
人
足

ｌ
　

ｉ
　

ｊ

百

姓

役

御

入

用

さ
ら
に
、

文
政
年
間
（
一
八
一
八
二

二
〇
）
か
ら
幕
府

は
御
普

請
人
用

金
を
二

割

引

に
し
て
下

げ
渡

す
と
い
う
方
針

を
打

ち
出

し
て
き
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
普

請

の
た
び
ご
と
村
入
用

が
か
さ
み
困
窮

が
ひ

ど
く
、
天

保

一

五

年
（
一
八
四
四
）
に

は
近
村

の
村

々
九
か
村

が
相
談
し

て
、
御
入
用
二
割
引

を
止
め
て
元
に
も

ど
し

て

欲

し
い
と
願

い
書

を
出
し

て
い
る
。
（
北
殿
区
有
文
書
）
し

か
し
、
御
役
所
で

は

御

普
請
入
用
金
二
割
引
と

い
う
こ
と

は
普
請

の
村
全
部

の
こ
と
で

あ
る
か
ら
、

お
前

た
ち
の
村

だ
け
願

い
を
聞
き
入

れ
る
わ
け
に
は

い
か
な

い
と
却
下

さ
れ
て
し
ま

っ

た
。
こ

の
よ
う
に
し

て
御
普
請
に

お
け

る
農
民

の
負
担
は
し

だ
い
に
増
加
し
て

い

る
。

４
　

普
請
の
頻
度

こ

の
よ
う
な
御
普
請
が
ど

の
く
ら

い
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
北

殿
村
区

有
文

書
に
よ

っ
て
同
村

の
元
文
か
ら
江
戸
時
代
末
ま
で
の
普
請
の
記

録
を
ま
と
め
て
掲

げ
る
と
表
４
－
1
6
の
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
「
田
畑
村
川
除
用
水

堰
御
普
請

の
記
録
」
「
天

竜
川
大

泉
川

従
前
川
除
御

普
請
仕
来
帳
」
（
門
屋
文
書
）
に
よ

っ
て
元
禄
～
元

文
年
間
（
一
六
八
八
～
一
七
四
一
）

約
五
〇
年
間

の
普
請

の
記
録
は
次

の
よ
う
で
あ
る
。

元
禄
元

年
～
一
〇
年
　

板
倉
頼
母

様
代
　

一
回
御
普

請

元
禄
一
一
年
～
宝
永
四
年
　

御
普
請
無
し

享
保
元

年
　
　

乾

金
　

九
両

壱
分
銀
拾
三

匁
（
入
用
）
　一
回

享
保
二
年
　
　

乾
金
　
拾

三
両

銀
四
匁

八
分

享
保
三
年

享
保
四

年

享
保
五
年

享

保
六
年

享

保
七
年

享

保
九
年

享

保
一
四
年

享

保

二
（

年

享

保
一
七
年

元
文
二
年

元
文
三
年

乾
金

乾
金

乾
金

新
金

新
金

新
金

新
金

新
金

新
金

新
金

新
金

九
両

永
弐
拾
壱
文

弐
拾
八
両
永
弐
百
三
文
三
分

弐
拾
八
両
銭

九
百
三
拾
文

弐
拾
壱
両
弐
分
永
弐
文
五
分

弐
拾
壱
両
永
弐
百
弐
拾
壱
文
壱
分

弐
両
壱
分
永
百
弐
拾
三
文

五
両
三
分
永
百
拾
文
米
五
石
壱
斗

拾 六拾 三
七 升壱 両
両 三両 永
永 合永 八

拾

七
文
三
分

天
竜
川

・
大

泉
川

天
竜
川

・
大
泉
川

μ　　 μ　　 μ

天

竜

川

／／／／／／／／

百
拾
五
文

八
分
米
弐
石
四
斗
　
　

´

三
勺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

／

五
拾
文
米
壱
石

八
斗

八
升

七
両
三
分
永
五
拾
六
文
八
分

////

二
つ
の
資
料
か
ら
江
戸
時
代
は
非
常
に
普
請
の
回
数
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

年
に
よ
っ
て
普
請
の
大
小
は
異
な
る
け
れ
ど
も
、
災
害
の
多
い
と
き
に
は
毎
年
普

請
が
行
わ
れ
て
い
る
。

北
殿
村
普
請
の
記
録
に
よ
る
と
、
文
化
期
以
降

二

八
〇
五
土

定
式
と
い
う
文

4卯
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表
4
1
1
6
　北
殿
村
御
普
請
一
覧
表
（
元
文
↓

江
戸
時
代
末
）

妾 μ μ// μ// μ////// μ?E μ μjでWI // 斐

一 一 一 一 一
丿 ご 二 言 二 三ごとよ 二ごブサツ ノ こ万 言 ］ 万言

一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
九 九 八 八九 九 九 谷 レ サ 士 且 高]ﾋﾞ

九 七 六 五 四三 ニ ー 九 八 七 五 〇 八 四 六 〇 八一 一 一 一一 一 一 一 一 一　 － 一 一－ 一 一 一
良

/////////ﾉ
ｽな゙呂////炎 ぷ§ぷ§//]J4ｽﾞj // ふ14水ほふ只

yII　　　　]毘ﾄﾞ|　 川　 へ に

定 用　　 除
号　 け

,μ　μ　μ
飛11　

μ　μ　μ　μ　μ　μ　
香

り　
員　

μ　μ　//　ﾙ1

一 一 一

ﾆ ﾋﾟﾆ 言 言 二! 二三]よ] 万 言] 二 言 万 言 ごこ こy

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

匹 ≧ 二≧ 二≧ こ≧ ぐ≧こ≧ 二≧ こ≧ ぐこごここ白 玉1]だ ﾌご ﾌぐ゙ﾌ こ ﾌぐ゙

七 六 二 一 九 八 七 四 三 ニ ー ○ 二 〇 九 六 五 四
一 一 一 一 一 一 一 一 一 － 一 一 一 一 一 一 一 一

//　//　//　//　//　//　//　//　//　//　

ｽ§ｽﾞj果　//　//　//　//　/ﾉ　ﾐjk

川 路　　　　　　 川

且　　　ﾙl

式　　　　　　　　 け

μ　うしμ　μ 護// 棄 μ μ貴 罵// μ μ μ ｽﾞj

計
三 元 六 三 二 六 四EF

三 二
元

三 万
九 八 五

一 一 一 一一 一一 一 一 一 一 ⌒ ⌒ 一 一 一
一一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
八 八 八 八 八 八 八八 八 八 八 八 七 七 七 七
且 琵 回 付 門ﾌｷ ﾄﾞ且 且

一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

五jE//////////////// ｽﾞ4jjｸﾞU JJI 誤 ﾀﾞV1 1jk Jjk
言　　　　　　　　　　　 逞 影 にづ ｍ Ｕ

９　　　 ザ

字
が
所
々
に
記

入
さ
れ
て
い
る
。
江

戸
時
代

の
川
除

け
普

請
に
は
聖

牛
・
枠
類
・

合

掌
等
が
多
く
使

わ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
材
料

は
松

あ
る
い
は
雑
木

で
、

そ
れ
を

結
束

す
る
も
の
は
藤
蔓

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
二

二
年

た
て
ば
腐
朽

す
る
も

の
が
多

く
、
そ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
大
き
な
災
害
を
受
け
る
危
険
が
あ
る

。定
式
普

請

と
い
う
の
は
そ
の
よ
う
な
腐
朽
箇

所
の
取
替

え
修
繕
を
災
害

の
な
い
年
に

も
行

な
う
よ
う
に

な
っ
た
も

の
と
思

わ
れ
る
。
脇
坂
、
板
倉

の
私
領

の
時

は
こ

れ
が
行

な
わ
れ
て
い
た
が
、
幕
府
領
に
な
っ
て
か
ら
途
絶
え
、
そ

れ
が
再

び
復
活
し

た
よ
う

で
あ

る
。
こ

れ
は
水
害
防
止

の
た
め
大
切
な
こ
と
で
あ
る
が
、
川
除
け
普
請
を
毎

年

の
よ
う
に
行

な
わ
ざ
る
を
得
な

い
こ
と
は
、
当
時
の
土
木
技
術
の
段
階
か
ら
考

え
れ
ば
止
む
を
得
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
大
変
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る

。

こ

こ
に

は
百

姓

役

や

御

扶

持

人
足

等

が
記

入

さ

れ

て

い

な

い

が
、

当

然

ば

く
大

な

人
足

が
投

入

さ

れ

た

と
考

え

ら

れ

る

。

こ

の

よ

う
に

、

江

戸

時

代

の
当

地

の
農

民

に

と

っ

て

は
水

と

の
闘

い

は
、

毎

年

の

よ

う
に

血
と

汗

を
流

し

、

骨

身

を
削

る

よ

う

な

厳

し

い
闘

い
で

あ

っ

た
と

い

わ

ね

ば

な

ら

な

い

。

㈲
　

起

き

返

り

（
水
害
地
の
復
旧
）

永
荒
れ
場
所
起
き
返
り
申
す
べ
き
分
は
御

断
り
申
し
上
げ
、
毎
年
春
中
に

起

こ

し

立

て
、
御
改
め
を
受
け
申
す
べ
く
候
。
且
つ
又

野
地
空
地
又
は
古
川
跡
其
の
外

新
田

畑
に
成

る
べ
き
場
所
御
座
侯
わ
ば
。
御

注
進
申
し
上

げ
開
発
致
し
候
様
仕
る
べ
く
侯
。
右

の
類
こ

れ
有

る
所
若
し
お
路
か
に
致
し
置

き
候
わ
ば

何
分
に
仰
せ
付
け
ら
る
べ
く
候
御
事
。

（
大
和
手
文
書
）

こ
れ
は
、
五
人
組
手
形

の
一
条
で
あ
っ
て
、
洪
水
等
で
荒
地
に
な
っ
た
が
復
旧

可

能
な
所
は
御
役
所
に
届

け
て
毎
年

春
ま
で
に
復
旧

し
、

ど
の
く
ら
い
年
貢

が
納

め
ら
れ
る
か
検

査
を
受

け
ま
す
。
若

し
こ
の
よ
う
な
場

所
が
あ
る
に
も

拘
わ
ら
ず

放
置

し
て
お
い
た
ら
、
何

を
仰
せ
付
け

ら
れ
て
も
不
服

を
申
し

ま
せ

ん
と
い
う
、

農
民

か
ら
幕
府

へ
出

し
た
誓
約

で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
こ

れ
は
幕
府

の
方
針
に

よ

る
誓
約

で
あ
る
が
、

こ
ん
な
誓
約

の
あ
る
な
し
に
拘

わ
ら
ず
復
旧

の
出
来

る
所

は

早
急
に
復
旧
し

た
い
と

い
う
の
は
農
民
自
身

の
願

い
で
あ
り
、
可

能
な
所
は
農
民

自
身

の
手
で
復
旧
さ

れ
て

い
る
。
次
に
田

畑
村
、
北
殿
村

の
年
貢

割
付
け
状
か
ら

拓j
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起

き
返

り
の
例

を
見

よ
う
。

（
注
延
享
二
）

当
丑
御
年
貢
割

り
付
け

の
事

一
高
六
百
四

拾
八
石

弐
斗
弐
合
　
　
　

田
畑
村

内

弐
石

七
斗

六
升

六
合
　

当

丑
切

り
添
え

高
入

れ

内

三
斗

四
升

七
合
　
畑

方
前
々
郷

蔵
敷
引

き

四
拾
八
石

弐
斗
七
升

弐
合
　
同
川
欠

け
引

き

外

四
拾
九
石
八
斗
七
升

五
合
　
田

方
当

丑
起

き
返

り

六
石

三
斗
三
升
壱
合
　
　
　

同
石

砂
入
り
引

き

外

弐
石
六
升
九
合
　
　
　

田

方
当
丑
起
き
返
り

残
高
五
百
九
拾
三
石
弐
斗
五
升
弐
合

此
の
訳

百
弐
拾
石
七
斗
九
升
壱
合

内
六
拾
壱
石
九
斗
三
升
四
合

（
注
安
政
五
）

当
午
御
年
貢
割
り
付
け

の
事

本

免

田

方

Ｘ
　
ｉ
　
ｉ
　
ｉ
　
Ｘ
　
４

当

丑

起

き

返

り

（

以

下

略

）

一
高
九
百

八
拾
四
石

六
斗
壱
升
五
合

此
の
訳
　

五
百

八
石

三
斗

七
升

六
合

百

六
拾
弐
石

九
斗
四
升
五
合
七
勺

九
拾
五
石
壱
斗
三
升
四
合
三
勺

小
以

弐
百
六
拾
弐
石
八
升

残
高
　

弐
百
四
拾
六
石
弐
斗
九
升
六
合

内

訳
百
五
拾
五
石
五
斗
壱
升
四
勺

此

の
取
り
米
六
拾
四
石

六
斗
四
升
五
合

三
拾

七
石

八
斗
六
升

八
合
三
勺

（
門

屋

文

書

）

北
殿
村

田
方

前

々
川

欠
け
川
成

り
等
引

き

去
巳
川

欠
け
石
入

り
引

き

取

り
米
八
拾
五
石

七
升
四
合

四
ッ

ー
分
五
厘
七
毛
取
り

χ
　χ
　χ
　χ
　４

卯
起
き
返
り

此

の
取

り
米

九
石

八
斗
四
升
六
合

五
拾
弐
石

九
斗
壱
升

七
合
三
勺

此

の
取

り
米
拾
石
五
斗

八
升
三
合

ニ

ッ
六
分

祁2

同
起
き
返
り

ニ
ッ
取
り

（
以
下
略
）

（
千
桐
屋
文
書
）

こ

の
二
例
は
農
民

の
努
力
に
よ
る
「
起
き
返
り
」
の
例
と
思

わ
れ
、
か
な
り
大

規
模
に
川
欠
け
地
、
石
砂
入
り
地

の
復
旧
が
行
な

わ
れ
て

い
る
が
、
一
般
に
は
起

き
返
り
は
容
易
に
は
進
ま
な

い
。
そ
れ
は
、
洪
水
で
流
れ
込
ん
だ
土
砂
を
取
り
除

く
と

い
う
作
業
が
並
大
抵

の
努
力
で
は
で
き
な

か
っ
た
と

い
う
こ
と
と
、
普
請

の

人
足
や
諸
役
（
伝
馬
役
・
助
郷
役
等
）
に
狩
り
出
さ

れ
、

日
常

の
農
作
業
や
生
活
に

追

わ
れ
て
復
旧

の
仕
事
に
は
な

か
な

か
手
が
ま

わ
ら
な

か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
さ

ら
に
、
苦
労
し
て
土
砂
を
取
り
除

い
て
稲
を
作

っ
て
も
、
す
ぐ
に
高
率

の
年
貢
を

取
ら

れ
る
と
す

れ
ば
農
民

の
意
欲
も
減
退
せ

ざ
る
を
得
な

い
。
次

の
資
料
は
こ

の

こ
と

を
示
し

て
い
る
よ
う
で

あ
る
。

覚
え

一
高
拾
六
石
七
斗
六
升
　
　
此
の
反
別
壱
町
壱
反
六
畝

此
の
訳

高
三
石
五
斗
弐
升

七
合
　

此

の
反
別
弐
反
四
畝
廿
歩

当
子
年
起

き
候
分
　

当
秋

よ
り
御
年
貢
上

納
仕

る
べ
く
候

。

高
三
石
弐
斗

五
升
　
　
　

此
の
反
別
弐
反

弐
畝

当
一
か
年
鍬
下

御
免
下

さ
れ
候
わ
ば
弐
年
目
よ
り
御

年
貢

上
納
仕

り
候

。

砂
深
さ
平
均

三
寸
よ
り
六
寸
迄

高
二
石
七
斗
九
升
　
　
　

此
の
反

別
弐
反

歩

当
子
丑
寅
三
か
年
鍬
下

御
免
下

さ
れ
侠
わ
ば
四
年
目
よ
り
御
年
貢

上
納
仕
り
候
。

砂
深
さ
平
均

五
寸
よ
り
一
尺
迄

高
三
石
六
斗
　
　
　
　
　

此

の
反
別
弐
反
五
畝

当
子
～
辰
五
か
年
鍬
下
御
免
下
さ
れ
候

わ
ば
六
年
目
よ
り
御
年
貢
上
納
仕
り
侠
。
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砂
深

さ
平
均
一
尺
よ
り
二
尺
迄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‘

右

は
、
当
村
御
田
地
去

る
亥

五
月
大
満
水
故
砂
入
り
荒
地
に
罷
り
成
り
、
百
姓
自
力
に
及

び
難

く
御

座
候
に
つ
き
御
入
用

を
以
て
御
取

り
下

さ
れ
候
様
に
願

い
上
げ
奉
り
候
処
、
鍬

下

御
免
下

さ
れ
侯
間
百

姓
自
力

を
以
て
取

り
除

者
申
す
可

き
旨
仰
せ
渡

さ
れ
候
に
付
き
、

此
の
度
百

姓
持

高
深
浅
壱

人
別
に
地
面
相
改

め
、
書
面

の
通
り
願

い
奉
り
候

。
御
慈
悲
を

以
て
願

い
の
通

り
鍬
下
御
免
下

さ
れ
候

わ
ば
、
精
出
し
取
り
除
き
前

々
の
通
り
田
地
に
仕

立
て
御
年
貢
上
納
仕

る
可
く
候

。
以
上

享

保
十
七
年
子
正
月
　
　
　
　
　
　

信
州
伊

那
郡
北
殿
村
　

名
主
　

新

五

丘（

衛

組
頭
　

治
郎
右
衛
門

百
姓
代
　

又
左
衛
門

飯
島
御
役
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
以
下
略
）

（
北
殿
区
有
文
書
）

こ

の
よ
う
に
、
農
民
は
ひ

ど
い
石
砂
入
り
に
対
し
て
は
幕
府
に
費
用
（
扶
持
米
）

を
出
し
て
も
ら

っ
て
砂

の
取
り
除
き
を
し
た

い
と
願

い
出
る
。
こ

の
北
殿
村

の
楊

合
は
扶
持
米

の
代
り
に
鍬
下
年
季
（
開
拓
を
し
た
場
合
一
定
期
間
、
年
貢
を
免
除
す
る

こ
と
）
を
や
る
か
ら
百
姓
自
力
で
復
旧
せ
よ
と
言

い
渡
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ

い

て

村
役
人
連
名
で
こ
れ
だ
け
の
鍬
下

年
季
を
御
許
し
下

さ
る
な
ら
精
を
出
し
て
復
旧

を
し
ま
す
と

い
う
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
の
結
果
要
求
ど
お
り
の
鍬
下

年
季
が
認
め

ら
れ
た
か
ど
う
か
資
料
が
無
く
不

明
だ
が
、

こ
の
よ
う
な
形

に
し
な
け
れ
ば
起
き

返
り
は
容
易

に
進
ま
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
鍬
下

年
季

を
認
め
ら
れ
た
場

合

の
起
き
返
り
地
は
そ
の
間
だ
け
無
税
地
に
な
る
が
、
一
般
の
起
き
返
り
地
は
新
た

に
土
地
の
位
付

け
と
貢

租
率
を
決
め
て
も
ら
っ
て
年
貢

を
納
め
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
貢

租
率
は
先

に
見

た
北
殿

村
の
起
き
返
り
田

が
高

い
方
で
ニ

ッ
六
分
、
低

い

方
で
ニ

ッ
（
二
割
）
で
あ
る
よ
う
に
、

か
な
り
低

く
抑

え
ざ
る
を
得

な

か

っ

た
。

ま
た
、
実
際
に
満
水
に
よ
っ
て
石

砂
入
り
に
な
っ
た
水
田

は
形

の
上

で
復
旧

し
て

も
熟
田

な
み
の
収
量

を
上

げ
る
よ
う
に

な
る
に

は
数
年
、

あ
る
い
は
そ
れ
以
上

の

年

月

を

要

し

た

よ

う

で

あ

る

。

ま

た
、

起

き
返

し
に

当

た

っ

て
、

自

力

に

よ

る
起

き
返

し

の
都

合

か

っ

か
ず

、

他

の
有

力

農

民

に

請

負

っ

て
も

ら

っ

て

い

る
例

か

お

る

。

相
定

め
申

す
連
判
謐
文

の
事

我

等
共

持
分

流
れ
跡
上
中
下
反
歩
御

水
帳
通

り
手
前
に
て
起

き
返
し
申
す
事
成

る
間
敷
き

に
付

き
、
貴

殿
へ
頼

み
井

水
を
掘

り
田
方
起

き
返

し
申
す

べ
く
契
約
仕
り
申

す

所

実

正

也

。
右
割
合

の
儀
田
方
出
来
次
第
起
き
候
年
と
弐
年
は
其
こ
元
へ
手
間
代
御
取
り
罷
り
成

力

、
三
年
目

の
春

立
ち
合

い
出
来
申
し
候
田
方

七
分
通
り
地
主
へ
取
旦

二
分
入
用
代
に
貴

殿

へ
遺

し
申
す

べ
く
候
：
中

略
：
右

田
地
流

れ
跡
に
つ
き
外
よ
り
構

い
御
座
無
く
候
。
若

し

六
か
敷
き
儀
申
す
者
候

わ
ば
連
判
中
間
に
て
急
度
埓
明
け
御
苦
労
か
け
申
す
間
敷
く
候

…

（
下
略
）

享
保
十
五
庚
戌
三
月
十
日

田
畑
村

勘
太
夫
殿

北
殿
村
流
れ
跡
持
主
請
人

庄

右

衛

門

兵

五

兵

衛

（
九

人

略

）

名
主
　

次
郎
右
衛
門

全
理
軒
文
書
）

こ
の
例
は
、
北
殿
村
の
流
れ
跡
持
主
一
一
名
が
自
力
で
は
起
き
返
し
が
出
来
な

い
か
ら
と
し
て
、
田
畑
村
勘
太
夫
に
起
き
返
し
を
頼
み
、
そ
の
代
償
と
し
て
起
き

返
り
Ｉ
、
二
年
目
の
収
穫
は
全
量
差
し
出
し
、
三
年
目
の
春
に
立
ち
合
っ
て
起
き

返
っ
た
田
方
の
七
分
を
元
の
地
主
が
取
り
、
三
分
を
勘
太
夫
に
渡
す
こ
と
を
定
め

て
い
る
。
当
時
の
水
害
地
の
復
旧
が
貧
し
い
農
民
に
と
っ
て
い
か
に
困
難
で
あ
っ

た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

聯
　
洪
水
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
争
論

江
戸
時
代
の
天
竜
川
は
洪
水
の
た
び
に
本
瀬
の
位
置
が
広
い
氾
濫
原
の
中
を
右

に
左
に
移
動
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
た
め
川
筋
を
村
境
に
す
る
と
い
う
こ

4銘
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と

で

な

く
、

別

に
杭

（
分
杭

と
呼

ん
だ
）

を
打

っ

て
境

を
定

め
て

い

た
所

が
多

い

。

し

た

が

っ

て
川

筋

が
変

る

と
川

向

う
に

自

村

の
土

地

が
残

っ

た

り
、

川

の

こ

ち

ら

に

対

岸

の
村

の
土

地

が
残

っ

た

り

す

る

ば

か

り
で

な

く
、

川

筋

が
自

村

の
田

地

に

寄

れ

ば
洪

水

の
と

き

の
川

欠

け
や

石

砂

入

り

が
多

く
な

る
心

配

が

あ

り
、

向

う
に

離

れ

れ

ば
水

の
ひ

け

た
後

用

水

の
堰

き

込

み

に

長

い
用

水

路

を
造

る
犬

工

事

が

必

要

に

な

る

。
さ

ら

に

、

困

る
こ

と

は
隣

村

や

対

岸

の
村

と

の
間

に

村

境

の
争

い
が

起

こ

る

こ
と

で

あ

っ

た

。

元

文

三

年

（
一
七
三
八
）
天

竜

川

の
満

水

に

よ

っ
て

神

子

柴

村

と

上

牧

村

の

間

の
大

境

の
分

杭

が

二

本

と

も

流

失

し

た

。

上

牧

村

は

早

速

笈

牛

を

入

れ

て

川

除

け

工

事

を

行

な

っ
た

が

、

そ

の

川

除

け

工

事

の

場

所

が

神

子
柴

地

区

内

で

あ

る

と

し

て

、

残

ら

ず

そ

れ

を

取

り

除

く

よ

う

神

子
柴

村

か

ら

上

牧

村

へ

申

し

入

れ

を

し

た

。

と

こ

ろ

が

上

牧

村

は

川

除

け

を

し

た

場

所

は

自

分

の

地

内

で

あ

る

ば

か

り

て

無

く

村

境

は
川

除

け

場

所

よ

り

遥

か

に

西

で

あ

る

と

し

て

、

境
争

論

と

な

り

互

い

に

役

所

へ

訴

状

を

提
出

し

た

。
役

所

に

お

い

て

は
、

そ

れ

ぞ

れ

返

答

書

と
相

絵
図

を
差

し
出

さ

せ
、

相

互

の

主

張

を
聞

い

て
審

理

を
始

め

た

。

し

か

し
、

そ

の

審

理

中

、

大

出

村

・
狐

島

村

・
ハ

ッ

手
村

・
福

与

村

等

の
村

役

人

が
争

論

に

立

ち

入

り
、

そ

の
扱

い
に

よ

っ

て
元

文

四

年

三
月

熟

談

内

済

と

い

う
形

で

こ

の
争

論

は
解

決

し

、

そ

の
謐

文

が
取

り
替

わ

さ

れ

て

い

る

。

そ

れ

は

次

の

よ

う

で

あ

る

。

一
上
牧
村
よ

り
乗

り
入

れ
候
牛
川
除

け
流

れ
に
順

わ
ず
真
一
文
字
に
致
し
候
に

つ
き
、
水

懐
込
み
候
て
畢

竟
自
分
の
為
に
成

り
難

く
、
且
つ
は
神
子
柴
村

の
邪
魔
に

も

成

り

候

間
、
此
の
度
牛
先
引
き
下
げ
候
得
ば
四
～
五
間
引
き
込
み
候
得
共
水
請
け

の
順

も
能
く

候
に
付
き
、
其

の
積
り
に
致
し
、
右
牛
先
よ
り
西
へ
弐
拾
五
間

の
所
両
村

地

境

に

極

め
、
北
方

の
御
分
木
建
て
所
に
相
定
め
候
南
方
の
御
分
木
こ
れ
又
右
境
通
り
南
へ
百
八

十
間
寄
せ
候
て
建
て
所
に
相
定
め
候
事
。

（
中
二
条
略
）

一
両

村
立
ち
会
い
建
て
来
た
り
候
地
境
御
分
木
弐
本
此
の
度
相
極

め
候
場
所

の
儀

。
以

来

満
水
に
て
流
失
の
節
は
又
争
論
こ
れ
有
る
事
に
侠
得
ば
、
此
の
度
は
右
御
分
木

へ
方
向

間
数
記
し
置
き
侯
。
神
子
柴

村
地
内
内

城
北

の
堀
東
口
に
印
の
木

を
建
て

、
此
の
木

よ

り
磁
石
を
ぞ
え
候
得
ば
此
の
度
定
め
候
南
方
の
御
分

木
へ
寅

の
九
分

に
当

た
り
百

三
拾

五
間
四
尺
こ
れ
有
り
候
。
又
上
牧
村
地
内
一
坂
洞

南
冨
士
山
西

北
の
山
岸
に
印
木

を
建

て
、
是
よ
り
右
御
分
木
へ
戌
の
壱
分
に
相
当

て
三
百
四

拾
八
間
半

こ
れ
有

り
侯
。
則

ち

右
南
方

の
御
分
木
よ
り
此
の
度
定
め
侯
北
方
の
御
分
木

へ
丑
の
七
分

に
当

て
百

八
拾
二

問
こ
れ
有
り
候
。
以

後
御
分

木
流
失

の
節
は
右
間
数

方
向

を
以

て
相
違
無

く
双

方
立
ち

合
い
相
立
て
申
す
べ
き
こ
と
。
（
図
４
－
4
6
）

（
塩
ノ
井
大
東
文
書
）

こ
う
し
て
、
両
村

納
得

の
上

で
新
規

の
境
界
分
杭

を
建

て
る
場
所
二

か
所

を
決

定
し
、

そ
の
分
杭

を
建

て
る
場

所
が
以

後
の
洪
水
で
押
し
流

さ
れ
て
不
明
に
な

っ

て
も
、
正

確
に
確
定

で
き
る
よ
う
、
両
岸

の
段
丘
上
に
基
準
点

を
設
け

て
印
木

を

立
て
、

そ
こ
か
ら
分
杭

ま
で

の
方
向
と
間
数

を
記
録
し

て
お
く
と

い
う
賢
明
な
方

法

を
採
用
し

た
。
神
子
柴
側

の
基
準
点
と
し

て
は
「
内
城
」

の
北
堀
東
口
が
選
ば

れ
、

そ
こ
に
印
木

が
立
て
ら
れ
た
。

田
畑
村
と
野
底
村
と

の
間
に
も
境
界
争

い
が
起
こ
り
、

そ

れ

は

神

子
柴

・
上

牧
・
福
島

の
三

か
村
も
関
連
し
長

い
争

い
に
な

っ
た
。
そ

の
争

い
は
享
保
一
六
年

（
一
七
三
一
）
の
満
水

の
節
分
杭
の
一
部
が
流
失
し
た
と
き
に
始

ま

る

が
、

こ

の

と
き
は
野
底
川
が
押
し
出
し
、
野
底
川
口
付
近
の
野
底
・
上
牧
両

村
の
分
杭
と
、

大
境
（
幕
府
領
と
高
遠
領
の
境
）
の
二
本
の
分
杭
の
う
ち

Ｉ
本
の
分
杭
が
折
損
し
た

の
み
で
大
き
な
争

い
に
な
ら
な
か

っ
た
が
、
元

文
二
年
（
一
七
三
言

二

月

の

洪

水
の
節
残
り
の

Ｉ
本
の
分
杭

が
流
失

し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
関

係
村
々
立
ち

合

い
で
新

し
い
分
杭

の
建

て
直

し
が
考
え
ら
れ
た
が
、

そ
れ

ぞ
れ
の
思
惑

と
意
見

の
対

立
が
あ
っ
て
進
ま
ず
、
分
杭

の
こ
と
は
そ
の
ま
ま
に

し
て
自
村

の
田
地

を
保

護

す
る
川
除
け

の
み

が
進
め
ら
れ
た
。
し

か
し
、
当
時

の
状
況
で

は
川
除

け
工
事

と
し

て
の
牛
や
枠

を
入

れ
る
湯
所

が
問
題
で

あ
っ
て
、
一
方

の
川
除
け

の
場
所

を

祁4
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箕
輪

ヨ
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見
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般
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貫
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御
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分
ノ
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請
書
及
絵
図
面
可
差

出
旨
被
仰
渡
依
テ
先
規
井
有
形
取
調
候

所
図
面
之
通
リ
ニ
御
座
候
　
　

以
上

明

治
九
年
七
月
二
十
九
日

第
十
七
大
区

八
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南
箕
輪
村

一 一

一 一
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図4-47　神子柴 ・田畑・上牧・野底境界絵図（写）（塩ノ井大東 文書）



水 と村 の生活章第4

前
に
出
し
て
強

く
造

れ
ば
、
増
水

の
時
対
岸

の
村

の
方

へ
水
を
追

い
や

る
こ
と
に

な
り
、
「
田

畑
村
よ
り
、
野
底
地
内
へ
踏
み
込
み
川
除

け
乱
杭

こ
れ

を

打

ち
、
上

牧
村
田
地

の
障
に
も
相
成
り
候
に

つ
き
乱
杭
取
り
払
う
」
よ
う
に

と

か
、
「

野

底

上
牧
両
村
よ
り
川
除
け
仕
出
し
侠
故
田
畑
村
田
地
亡
所
に
及

び
候
・：
仕
出
し
候
川

除
け
取
り
払
う
よ
う
」
に
、
と

い
う
よ
う
な
争

い
に
な
り
代
官
所
に
持
ち
込
ま
れ

て

い
る
。
こ

の
争

い
の
過
程
で
、
田
畑
村
で
造

っ
た
御
入
用
普
請
に
よ

る
古
牛
一

組
と
、
寛
保
三
年
（
一
七
四
三

の
新
牛
枠
二
組
が
同
年
一
〇
月
二

五

日

の

晩
、

福
島
村

の
人

た
ち
に
よ

っ
て
切
り
崩

さ
れ
る
と

い
う
事
件
が
起
き
、
田
畑
村

か
ら

早
速
飯
島
役
所
に
御
注
進
に
及
ん

だ
。
こ
の
争

い
の
結
果
は
明
ら

か
で
な

い
が
決

定
的
な
結
論
が
で
な
か

っ
た
よ
う
で
、
後
に
再
び
大
き
な
争

い
に
な
っ
た
。

宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
五
月
天

竜
川

が
満
水
に
な
り
分
杭
等
悉
く

押

し

流

さ

れ
、
高
遠
領
側

で
は
大
勢

の
寄
せ
人
足

で
大
川
除
け
工
事

が
行

な
わ
れ
た
が
、
川
筋

往

孚
保

二
（

年

二

七
三
一
）
の
洪
水
の
と
き
東
の
方
へ
寄
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
野
底
村
で
は
川
の
西
に
野
底
村
の
荒
地
が
残
っ
て
い
る
と
主
張
し
、
そ

の
土
地
を
田

畑
村
で
追
々
作
付
け
を
し
て
お
り
、
田

畑
村
の
川

除
け
乱
杭
が
野
底

村
の
地
内
に
踏
み
込
ん
で

い
る
。
こ
れ
は
、
上
牧
村
の
田

地
に
も
支
障
が
あ
る
と

し
て
、
つ

い
に
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
三
月
幕
府
奉
行

所
へ
訴
え
出

る

と

い

う

大

き
な
争
い
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
こ
の
事
件
は
鳥
居
伊

賀
守
の
担
当
に
よ
っ
て

評

定
さ
れ
る
こ
と
に
な
宍

五
月
に
は
田

畑
村
か
ら
相
手
村
の
言

い
分
に
つ
い
て

の
詳
し
い
反

論
の
返
答
書
が
出
さ
れ
て
お
り
、
翌
年
三
月
に
は
奥
山
佐
内
・
矢
嶋

藤
八
の
二
人
が
検
使
役
と
し
て
現

地
の
検
分
に
来
た
。
こ
う
し
て
約
三
年
半
余
の

評
定
の
後
、
宝
暦
一
一
年
（
一
主
（

Ｉ
）
コ

ー月
「
野
底
村
上
牧
村
と

田

畑

神

子

柴
両

村
村
境
川

除
け
論
裁
許
の
事
」
と
し
て
裁
断
が
下

さ
れ
た
。
そ
の
裁
許
状
に

よ
る
と
、
過

去
の
検
地
帳
か
ら
土
地
を
割
り
出
し
て
野
底
村
の
主
張

は
ほ
と
ん
ど

退

け
ら
れ
、
大

境
に
つ
い
て
は
裁
許
状
絵
図
面

に
よ
っ

て
示

さ

れ
（
図
4
1
4
7）

そ
の
裏
書
の
末
尾
の
方
に
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。

一
田
畑
村
弁
財
天
社
木
松

の
木
よ
り
已
壱
分
へ
九
拾
三
間
壱
尺
に
当

た
る
上
牧
神
子
柴
両

村
有
り
来
た
る
境
杭
よ
り
、
丑
の
六
分
野
底
田
畑
両
村
境
筋
田
畑
村
地
先
囲

い
堤
馬

踏

み
中
央
へ
引
き
付
け
定
め
杭
こ
れ
を
打
ち
、
夫
よ
り
卯

の
七
分
五
厘
福
島
野
底
村
有
り

来
た

る
境
へ
見
透
し
こ
れ
又
定
め
杭
こ
れ
を
打
つ
。
東
南
は
野
底
上
牧
両

村
、
西
北

は

田
畑
神
子
柴
両
村
村
朧
に
定
め
…
…
（
以
下

略
）

（
門
屋
文
書
）

こ

れ
に

基

づ

い
て

宝

暦

コ

ー年

（
一
七
六
二
）
に

田

畑

村

野

底

村

双

方

が

「
取

り

替

わ
し

申

す

一

札

の
事

」

と

い
う

証

文

を

取

り

交

わ
し

て

い
る

。

度

重

な

る

境

界

争

い

の
た

め

、
以

後

い

つ
で

も

正

確

に

境

が

求

め

ら

れ

る

よ

う

に

、

神

子
柴

、

上

牧

の
境

界

争

い
と

同

様

に

境

界

付

近

が

よ

く

見

通

せ

る

場

所

に

基

準

点

を

設

け

る

こ

と

に

な

り

、

そ

れ

を

弁
天

ケ

綺

に

あ

る

弁

財
天

社

の
社

木

に

定

め

た

の
で

あ

っ

て

、

そ

の
社

本

か

ら

の
方

向

と

間

数

を

記

録

し

て

お

い
た

の

で

あ

る

。
現

在

弁
財

天

社

は
田

畑

神

社

に

合

祀

さ

れ

て

お

り
、

基

準

と

な

っ
た
社

木

は

既

に

無

い
が
、

昭

和

も

戦

後

に

村

境

を

定

め

る

と

き

古

文

書

に

基

づ

い
て
社

木

を

基

準

に

し

て

境

界

点

を

割

り

出

し

た

と

い

い
、

境
杭

の

方

向

を
示

す

矢
印

を
刻

ん

だ
石

が

そ

こ

に

埋

ま

っ
て

い
る

と

い
う

。

こ

の

よ

う

に

し

て

境

争

論

に

は
大

き

な

裁

断

が
下

さ

れ

た

の

で

あ

る

が
、

明

和

二
年

（
一
士
（

五
）

の

満

水

で
川

除

け

が

流
失

し

た

の

で
、

裁

許

の

絵

図

面

に

合

う
川

除

け

を
し

た

い

と
田

畑

村

か

ら
野

底

村

に

了

解

を
求

め

た

。
と

こ

ろ
が

、

そ

の
返

事

が

な

く
野

底

村

の
方

で
勝

手
に

絵

図

面

に

背

い

た
川

除

け

を
行

な

い
、

再

び
争

論

に

な

っ
た

。
田

畑

村

で

は
飯

島

役

所
に

報

告

す

る

と
共

に

「

…
第

一
裁

許

に

背

き

其

の

上
田

畑

村

御

田

地

亡

所

に
相

成

り
甚

だ
以

て
迷

惑

仕

り
候

間

、

恐

れ

な

が

ら

野

底
村

百

姓
中

召

し
出

さ

れ
右

の
川

除

け
残

ら

ず
早

速
取

り
払

い
、

相

合

う
川

除

け

急

ぎ
相

仕

立

て
候

様

御

仁
恵

を
以

て
仰

せ
付

け
下

し

置

か

れ
侠

様

願

い

上

げ
奉

り
候

」
、
と

い
う

願

書

が

高
遠

領

御

役

人
中

あ

て

に

出

さ

れ

て

い
る

。
そ

の

結

果

で

あ

ろ

う

宝
暦

一

一
年

の

裁

許

が

尊

重

さ

れ

「
去

る
寅

年
（
注

宝

暦

一

一

年

）

妬6



水との闘い節第2

御
普
請
仰
せ
付
け
ら
れ
候
川
除
け
場
所
へ
新
規
に
川
除
け
仕
立
て
候
儀
は
、
御
代

官
所
へ
相
願
う
べ
き
旨
仰
せ
渡
さ
れ
逐
一
承
知
畏
み
奉
り
候
…
」
と
し
て
、
明
和

五
年
二

七
六
八
）
に
関
係
村
々
連
署
の
一
札
が
評
定
所
あ
て
に
出
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
大
事
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
幕
末
に
も
争
論
が
起
き
て
お
り
朧
争
論

は
容
易
に
あ
と
を
絶
だ
な
か
っ
た
。

洪
水
に
よ
っ
て
起
き
る
境
界
争
論
は
北
殿
村
に
お
い
て
も
、
対
岸
の
福
与
村
・

福
島
村
と
の
間
に
何
回
も
お
き
て
い
る
。
残
さ
れ
た
古
い
も
の
か
ら
み
る
と
、
天

竜
川
の
川
瀬
の
位
置
が
変
わ
り
古
川
跡
を
め
ぐ
っ
て
、
北
殿
村
と
鵜
木
村
と
の
開

に

宝
暦
年
開
（
一
七
五
一
－

六
四
）
に
境
争

論
と
な
り
、
北
殿
村

か
ら
松
島
御
役

所

に
対

し
訴
状
が
出

さ
れ
た
。
松
島
役

所
に

お
い
て
は
飯
島
役

所
の
役

人
立
ち
合

い

の
も
と
で
、

双
方
を
呼

び
出
し
て
吟

味
を
し
た
が
双
方

の
主
張

の
対
立
が
解

け
な

か
っ
た
ら
し
く
、
江
戸
奉
行

所
へ
差

し
出

す
積

り
で
あ
る
と
言
い
渡

さ
れ
た
。
こ

れ
を
知
っ
て
松
島
村

・
久
保
村

・
木
下

村
・
南
殿
村

の
村
役

人
及

び
飯
島
郷

宿
の

与

左
右
衛
門

等
五
人
が
立
ち
入
り
、

そ
の
五
人
の
取

り
扱
い
に
よ
っ
て
境
界

が
決

定
、
和

談
が
成
立
し
て

宝
暦

六
年
（
一
七
五
六
）
「
出

入
り
内
済
取
替

わ
し
澄
文
の

事
」
が
取

り
交
わ
さ
れ
て
い
る
。

安
永
六
年

（
一
七
七
七
）
に

は
、
再

び
北
殿
村

と
福
与
村

と
の
間

に

境

争

論

が

起
き
て
い
る
。
福
与
村

か
ら
飯
島

役
所
に
出

さ
れ
た
訴
状
の
一
部

を
左
に

掲
げ
よ

注

私
共
村
方
御
高
内

字
下
川
原

と
唱

え
候
場
所
、
宝
暦

丑
・
寅
（
七
・
八
）
両
年

の
出

水
に

て
川

欠
け
に
罷
り
成
り
追
々
川
除

け
御
普

請
御
願

い
申
し
上

げ
、
四
、

五
年
以
来
川
向

き

直
り
安
永
三
年
御
吟
味
の
上
起
き
返
り
仰

せ
付

け
ら
れ
御

上
納
仕
り
来
た
り
候
所

、
当

五

月
十
五
日
植
付
け
仕
ま
い
侯
後
、
同

十
九
日
当

支
配
北
殿

村
の
者

共
大

勢
罷

り
出
寄

り
寄

り
御
普
請
川
除
け
並
び
に
水
除
け
と
し
て
植
え
置
き
候
柳

の
木

残
ら
ず
切

り
流

し
、
其

の

上
稲
草
悉
く
踏
み
荒
し
候
に
つ
き
、
私
共
罷
り
出
、
相

と
が
め
候

得
共
多

勢
に
無
勢
故

一

向
聞

き
入
れ
申
さ
ず
、
よ
ん
ど
こ

ろ
な
く
差
し
控
え
罷

り
在

り
候

。
こ

れ
に
依

り
北
殿
村

名
主
又
左
衛
門
方
へ
右
の
趣
相
断
り
候
所
、
以

て
の
外

な
る
挨
拶

に
付

き
、
止
む
を
得

ず

此
の
度
御
願
い
申
し
上
げ
挟
。

（
千
桐
屋

文
書
）

こ

の
よ

う

訴

え

て

い
る

が

、

こ

れ

に

対

し

北

殿

村

か

ら

出

さ

れ

た

返

答

書

の

一

部

を

掲

げ

る
と

次

の
よ

う

で

あ

る
。

右
村
擲
高
内
字
下

川
原
と
唱
え
候
場
所
の
由
、
四
年
已

前
よ
り
起

き
返

り
に
付

き
上

納

候
段
申
し
上
げ
候
得
共
、
此
の
儀
去

る
申
年
（
注
安
永
五
年
）
迄
田
形

も
こ
れ
無

き

揚

所

起

き
返
り
仕
り
候
な
ど
と
大
き
成
る
偽
り
に
御

座
候
。
右

場
所
の
儀

は
当
村

分
に

て
字
鴉

ノ

木
下
と
唱
え
擲
水
帳
並
び
に
擲
検
地
請
け
持
主
相
定
ま
り
こ
れ
有
る
場
所
に
御

座
候
。
去

る
申
年
瀬
沢
川
通
り
へ
乱
杭
砂
利
土
手
柳
木
植
え
立
て
候
に
つ
き
、
去
る
二
月
福

与
村

名

主
方
へ
此

の
方
よ
り
申
し
遣
わ
し
候
は
、
当
村
分
擲
田

地
流
れ
跡
川
原

へ
水
除

け
致
し
候

段
不
蹴
成

る
致
し
方
に
候
間
、
杭
木
抜
き
取

り
挟
様
両

三
度
使
を
以

て
申

し

遣

わ

し

候

所
、
右
村
名
主

の
返
事
仕
り
候
は
私
ば
か
り
に
て
挨
拶

も
成
り
難
く
、
追

っ
て
此
の
方

よ

り
返
事
仕

る
べ
き
趣
相
答
え
申
し
候
。
其
の
後
八
月
に
至
り
右
村
名
主
方
よ
り
右

揚
所

の

儀
両
村
境
目
に
懸
り
候
場
所
に
付
き
、
双
方
相
談
の
上
境
相
立
て
出
入
が
間

敷
く
相
成

ら

ざ

る
様
致
し

た
く
候
間
、
何
分
に
も
暫
く
相
待
ち
く
れ
候
様
両

度
挨
拶

こ
れ
有

り
挟
間

、

当
五
月
迄
見
合
わ
せ
罷
り
有
り
候
得
共
杭
木
抜
き
取
り
申
さ
ず
候
に
付

き
捨

て

置

き

難

く
、
五
月
十
九
日
右
場
所
田
形

改
め
植
え
付

け
候
積
り
に
て
村

方
の
者

参
り
申
し
候
所
、

鵜
ノ
木
の
者
共
七
、
八
入
罷
り
出
彼
是
申
し
候
得
共
、
当

村
分
に
紛
れ
御
座
無
く
候
場
所

に
御
座
候
間
、
畔
等
拵
え
田
植
え
付
け
、
其
の
上
邪
魔
に
相
成
り
候
杭
、
柳

木
切

り
払

い

申
し
候
。
・：

（
千

桐
屋
文
書
）

こ

の
よ

う

に

両

村

の
主

張

は

真

っ
向

か

ら

対

立

し

て

い
る

が

、

こ

の

争

論

も
奉

行

所

に

お

い
て

吟

味

中

、

隣

村

役

人

等

が

立

ち

入

宍

そ

の

扱

い
に

よ

っ
て

双

方

熟

談

の
上

で

村

境

を

取

り

調

べ
、

安

永

九

年

（
一
七
八
〇

）
に

境

界

を

決

定

し
、

絵

図

が
取

り
交

わ

さ

れ

て

い

る

。
（
図
4
1
4
8
）
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第 ４章 水 と村 の生活

①

＠

初
番
元
杭
ヨ
リ

畠
角
木
へ
八
間

毎
ミ

の

几

↓

ｅ
（

Ｉ番
畠
角
木
ヨ
リ
　
　
　
　
　
　
　

厘

＼
　

三
番
杭
迄
七
間
五
尺
二
寸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宍

③
　

で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ノ

犬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

卯

Ｎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
　

与
　

村
　
　
　
　
　

七

ダ

゛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

詰

寸

ぶ
妙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

り

六

タ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヨ
　
間

浙
‐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

杭

四

令
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

番

十

「

メ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
　
六

≫

丿

四
番
杭
ヨ

リ
甲

弐
分
六
十
九
関

四
尺
　
　
　
　

⑤

刄
番
水
Ｂ
乃

氷

北
　

殿
　

村

｛
畏

圭
日

表
絵
図
面
之
通
取
扱
双
方
得
心
之
上
瀬
沢
川
川
端
福
与

村
地
内
二
番
畠
角
木
為
燈
拠
弐
分
間
之
割
ヲ
以
両
村
地

境
榜
示
墨
引
致
相
定
候
通
永
久
迪
乱
申
間
敷
候

右
さ
い
が
ち
之
木
目
当
候
得
共
此
末
開
発
モ
致
度
節

八

立
会
相
改
目
当
婦
り
替
可
申
候
天
竜
川
之
儀
附
寄
次
第

双
方
境
目
迄
川
除
可
致
為
後
証
連
印
為
取
替
置
申
所
但

如

件

ﾐ 宍
丿境杭ﾖﾘ 福島道迄

四
分
言
ヤ
鵬
壱
他
　
　
⑥榊丿則べ

安
永

九
年
庚
于
四
月

信
州

伊
那
郡
福
与
村

同

国

同

郡

北

殿

村

年 百組 名年百 組名

私 卯ノ九分九十四間

今
八
斗

乱
作
仏

参
吟

亀

丿
石
弔

六

番

杭
ヨ

リ

末
三

分

見

通

川 原道迄中七 分二厘

弐 百九十六 間四尺

主

卯
右
衛
門

頭

左
右
衛
門

生
代

五

郎

作

寄
（
六
人
略
）

主

又
左
衛
門

頭

庄
左
衛
門

姓
代

吉
左
衛
門

寄

（
四
人
略
）

図4-48　北殿村 ・福与村境出入内済絵図（写）（ 千桐屋文書）
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第2 節　水 との闘い

さ

ら

に

、
北

殿

区

有

文

書

に

よ

る

と

文

政

二
年

（
一
八
一
九
）
に

は

福

島

村

と

の

間

に

境
争

論

が
起

き
、

松

平

丹

波

守

の
役

人

が
出

張

し

て

訴

答
両

方

を

た

だ

し

た

上

で
田

畑

・
福

与

・

神
子

柴

・

三

日
町

・
木

下

村

の
名

主

の
取

り
扱

い
に

よ

っ

て

境

立

て

を

し

た

。

と

こ

ろ

が
、

文

政

一

一
年

（
一
八
二
八
）
満

水

で

古

境

杭

が

流

失

し

て

再

び
争

い

と

な

り
、

福

島

村

か

ら
北

殿

村

を
相

手
取

り
松

本

預

り
所

へ

訴

え

出

た

。
松

本

預

り
所

で

吟

味

中

再

び
先

の
五

か
村

の
名

主

が
争

い
に

立

ち
入

り
、

双

方

に

意

見

を

加

え

て

熟

談

内

済

と

い
う

こ

と

に

な

っ

た

。
内

済

の
趣

意

は

次

の

よ

う
で

あ

る

。

一
川
下
壱
番
杭

は
八
尺
東
元
杭

の
場
所
へ
建
て
置
き
、
両
村
境
目
に
定
め
置
き
候
。

一
弐
番
杭
は
建
て
置
き
候
杭
よ
り
西
へ
六
尺
寄
せ
、
尤
も
壱
番
杭
、
三
番
杭
へ
見
通
し
両

村
境
目
に
定
め
置
き
候
。

一
三
番
杭
の
儀
は
今
般
訴
答
に
て
最
初
見
受
け
候
処
よ
り
、
双
方
弐
開
宛
寄
せ
杭
立
て
い

た
し
両

村
境
目

に
定
め
置

き
候

。

一
川

上
四
番

杭
は
是
迄
打

ち
置

き
侯
杭
よ
り
東
南

へ
三
間

ほ
ど
寄

せ
、
石
積
卯

の
場
所

へ

杭

立
て

い
た
し
両
村
境
目
に
定

め
置

き
候

。

一
天

竜
川

通
以
来
川
除

け
致

し
方

は
境
目

よ
り
双

方
弐
拾
間

宛
差

し
控

へ
申

す
べ
く

、
尤

も
川
瀬
付

け
寄

り
水
向

き
悪

敷
今
村

へ
は
先

方
に
て

刎
ね
川
除

け
致

す
間
敷
く
候

。

前
書

の
通

り
熟
談
内
済
致
し
候
上

は
、
四

か
所

の
榜
示
杭
双
方
御
支
配
所
共
大
切
に
相
守

り
申

す
べ
く
、
右

な
る
福
島
村
よ

り
松
本
御
役
所

へ
差
し
上

げ
候
願

い
書
は
右
村
に
て
御

下

げ
願
い
候
。
右

一
件

に
つ
き
相

互
に
以

来
御
願

い
が
間

敷
儀
致

す
間

敷
く
候

。
こ

れ
に

依
り
訴
答
並
び
に
扱
い
人
一
紙
連

印
致
し
内
済
取

り
替

わ
し
候
処
爪

ご
如
し

。

文
政
十
三
年
寅

三
月
　

（
以
下
略
）

（
北
殿
区
有
文
書
）

天

保

二

年

（
一
八
三
一
）

に

は
、

北

殿

村

の
川

除

け
普

請

で
堤

防

を

築

き

新

規

に

開

発

し

た

と

こ

ろ

が
福

与

村

の

地
内

で

あ

る

と

し

て

、
福

与

村

か

ら
奉

行

所

へ

訴

え

出

て
公

事

と

な

っ

て

い
る

。

こ

の

訴
訟

で

も

訴

答
両

方

が
呼

び

出

さ

れ

て
吟

味
が
行
な
わ
れ
た
が
、
裁
断
を
受
け
る
前
に
南
小
河
内
・
南
殿
両
村
の
年
寄
が
争

論
に
立
ち
入
り
取
扱
人
と
な
っ
て
、
双
方
に
意
見
を
加
え
念
入
り
に
争
論
の
場
所

を
取
り
調
べ
、
結
局
、
安
永
九
年
の
絵
図
面
に
基
づ
い
て
不
分
明
に
な
っ
て
い
る

所
を
境
立
て
す
る
こ
と
で
、
済
口
議
定
証
文
を
取
旦
父
し
て
結
着
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
対
岸
の
村
と
の
境
争
論
は
何
回
も
発
生
し
、
と
き
に
は
奉
行
所

ま
で
達
す
る
大
き
な
争
論
と
な
り
、
村
人
の
出
費
は
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。二

　

明
治
以
後
に
お
け
る
水
と
の
闘
い

Ｈ
　
災
害
の
実
態

明
治
一
〇
年
代
上
伊
那
各
村
の
有
力
農
民
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
農
談
会
の
日

誌
の
中
に
、
「
水
害
の
恐
る
べ
く
最
も
注
意
を
要
す
べ
き
こ
と
は
、
今
ま
た
贅
言

を
侯

た
ず
し

て
よ
く
吾
人

の
熟
知

す
る
と
こ

ろ
な
り

。
而
し

て
、
未

だ
旧
習

を
脱

せ

ぬ
為
勤

め
て
上
木

を
起

こ
す
と

い
え

ど
も
一
朝
洪
水

あ
れ
ば
忽
ち
潰
墜
し

て
其

の
害

を
被

る
。
こ

れ
ま

だ
其

の
宜
し
き

を
得

ざ
る
に
他
な
ら

ず
…
」
。
「
水
害
（
防

占

は
目
下

の
急
務
に
し

て
一
日
も
各
自
心
得

ざ
る
べ
が
ら
ざ
る
も

の
な

る
に
、

未

だ
平
素
中
州

を
浚

い
取

る
の
慣
習
な
き

は
、
こ

れ
が
媒
介
と
な
り

て
水
害

を
な

し
、
又
、
山
林
を
濫
伐
す
る
と
き
は
土
砂
圧
倒
し
て
水
害
を
な
す

。
こ

れ
水
害
を

除

く
の
点
を
知
り
て
十
全

の
方
法
を
得

ざ
る
に
よ
り
、
例
年
水
害
を
被

る
を
常
と

せ
り
、
夫

れ
恐
る

べ
き
こ
と
に
あ
ら
ず
や
」
と
述

べ
て
お
り
、
明
治
に
な

っ
て
水

害
防
止

は
急
務
と
考
え
ら

れ
な
が
ら
、
現
実
に
は
明
治
維
新
以
来

の
森
林
乱
伐
が

進
み
、
土
砂

の
流
失
が
多

く
な

っ
て
河
川

の
不
安
定
度
が
増
し
、
水
害
は
よ
り
頻

繁
に
起

こ
っ
て
お
り
そ
の
被
害
も
大

き
く
な
っ
て
い
る
。
明
治
一

七

年

は

天

竜

川
、
大
泉
川
と
も
洪
水
と
な
り
、
南
箕
輪
で

は
明
治
以
後
に

お
け

る
最
大
級

の
被

害

を
被

っ
て
い
る
。
そ
の
被
害
状
況

は
次

の
よ
う
で

あ
る
。

堤
防
流
失
届
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第４章 水 と村 の生活

○
天

竜
川

通
り

北

殿
耕
地
字
鵜
ノ
木

前
一
土
手
　
百

弐
拾
間

字
三
日
町
　

一
沈

枠
　

弐
組

一
聖
牛
　

四
組

字
目
焼
田
　

一
沈

枠
　

三
組

一
聖
牛
　

壱
組

字
建
田
　
　

一
砂
利
堤
三
拾
間

一
聖
牛
　

七
組

一
沈
枠
　

六
組

字
明
盤
　
　

一
沈
枠
　

三
組

一
聖
牛
　

壱
組

南
殿
耕
地
字
城
下
　
　

一
聖
牛
　

壱
組

一
沈
伜
　

壱
組

字
大
池
　
　

一
聖
牛
　

三
組

一
沈
枠
　

壱
組

田
畑
耕
地
字
沖
川
原
　

一
沈
枠
　

拾
組

一
中
枠
　

七
組

神
子
柴
耕
地
　
　
　
　

一
砂
利
堤
九
拾
間

一
沈
枠
　

八
組

一
中
聖
牛
五
組

合
　

計
　
　

砂
利
堤
弐
百
四
拾
間

沈
棹
　

三
拾
四
組

中
聖

牛
弐
拾
組

中
棹
　

七
組

○
大
泉
川
通

り

従

前

分

同

断
／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／

従

前

分
／／／／／／

五
〇
開

十
五
年
度
普
請
分

四
〇
間

十
六
年
度
　

″

壱三壱 壱三四
組組組 組組組

十
四
年
度
　

″

十
五
年
度
　

″

十

六
年
度
　

″

十
四
年
度
普
請
分

十
五
年
度
　

″

十

六
年
度
　

″

内
弐
百
聞
従
前
分
四
拾
間
十

六
年
度
普
請
分

内
三
拾
三
組
従
前
分
壱
組
十

六
年
度
普
請
分

内
拾

九
組
従
前
分
壱
組
十

六
年
度
普
請
分

従
前
分

大
泉
耕
地
字
下

川
原
　

一
続
枠

一
小
枠

南
殿
耕
地
字
南
田

字
柳
田

田
畑
耕
地
字
権
現
上

一
片
枠

弐
組

四
組

弐
間

一
片
枠
　

六
間

一
続
枠
　

六
組

一
小
枠
　

三
組

一
砂
利
堤

一
〇

一
間

字

権
現
中
　

一
続
枠
　

二
組

一
中
枠
　

壱
組

字
権
現
下

字
日
影
田

一
小
枠
　

壱
組

一
片
枠
　

弐
間

一
中
棹
　

壱
組

一
小
枠
　

弐
組

従

前

分
／／

十

六

年

度

普

請

分

／／

従

前

分
／／／／／／／／／／

十

六

年

度

普

請

分

従

前

分

／／

一
砂
利

堤
弐
拾
七
間
　
　

″

字
橋
場
　
　

一
続
枠
　

弐
間

一
小
枠
　

六
組

一
砂
利
堤
拾
五
間

字
大
泉
川
原

一
続
枠
　

弐
開

一
小
枠
　

弐
間

一
砂
利
堤
七
間

合
計
　
　

続
枠

拾
四
組

//μμμμ
//

十
二
組

従
前
分

内
　

二
組

十
六
年
度
普
請
分

小
枠
　

拾

七
組
　
　
　
　
　

従
前
分

片
枠
　

拾
間
　
　
　
　
　
　

十
六
年
度
普
請
分

中
枢
　

弐
組
　
　
　
　
　
　

従
前
分

砂
利
堤
百
壱
間
　
　
　
　
　
　

″

右

は
本
年

七
月
十
六
口

洪
水

の
際
前
書

の
通
り
堤
防
流
失
仕
り
候
。
此
段
御
届
け
申
し
上

げ
候

。

明
治
十

七
年

八
月
二
目
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水 との闘い第2 節

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村

戸
長
　
核
局
孫
三
郎

上
伊
那
郡
長
伊
谷
俯
瞰
代
理

同
書
記
山
本
恭
峯
瞰

（
役
場
文
言

さ
ら
に
、
明
治
以
降

も
災
害
、
特
に
洪

水
発

生
の
頻
度

は
江
戸
時
代

と
大
差

な

く
、
繰

り
返

し
そ
の
被
害

を
受
け

て
い
る
。
し

か
し
、
大
正
・
昭
和

と
進
む
に

つ

れ
て
水
防
技
術
及

び
施
設

が
し

だ
い
に
発
達
し
、

奥
地
林

の
植
林

も
進

ん
で
河
川

が
安
定

す
る
よ
う
に
な

り
、
水
害

は
次
第
に
減
少
し

て
来

て
い
る
。
し

か
し
、
昭

和

の
戦
時
体
制
下

に

お
け

る
森
林

の
乱
伐
に
よ

っ
て
再

び
洪
水

の
被
害

を
増
し
、

昭
和
二
五
年

の
天
竜
川

の
洪
水
に
際
し

て
は
、
北
殿
駅
東
地
区
に
大
浸
水
が

あ
り

甚
大
な
被
害

を
受
け

た
。
昭
和
三
六
年

の
集
中
豪
雨

に
よ

る
い
わ
ゆ
る
三
六
災
害

は
、
上
伊
那
郡
下

に
極

め
て
大
き
な
被
害
を
も

た
ら
し

た
。
南
箕
輪
地
域

は
集
中

豪
雨
地
域

か
ら
は
ず

れ
た
た
め
被
害
が
軽
く
て
済
ん

だ
の
は
幸

い
で
あ

っ
た
が
、

集
中
豪
雨
地
域
に
入

っ
て

い
れ
ば
犬
被
害
は
ま

ぬ
が

れ
な

か
っ
た
の
で
は
な

い
か

と
思

わ
れ
る
。

§
　

明
治
以

後
の
水
害
防
止
対

策

１
　

明
治
初
期
の
実
態

と
水
防
の
考
え
方

政
府
は
、
明
治
六
年
「
河
港
道
路
修
築
規
定
」
と

い
う
大
蔵
省
布
達
を
出
し
て

い
る
。
そ

れ
に
は
河
川
を
幹
川

は
一
等
、
派
川

は
二
等
、
支
川
は
三
等
と
す
る
な

ど
と
河
川

の
等
級
を
定
め
る
こ
と
、
工
事
は
「
河

水
の
乱
流
を
矯
正
し
河

身
を
良

好
に
維
持
す
る
こ
と
」
、
「
河
床

の
砂
石

堆
参
を
浚
疎
す
る
事
、
両

岸
へ
堤
防
を
造

築
す
る
こ
と
」
等

の
方
針
を
示

し
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
江

戸
時
代

の
川

除

け
普
請
と
大
差
な
く
、
む
し
ろ
、
住
民

へ
の
治
水
工

事
の
義
務
付

け
を
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
か
、
引

水
し
て
潅
漑

す
る
「
井

掛
り
の
村
落

は
堤
防
川
除

け
工
事
に
関
せ

ず
不
公
平

の
至

り
と
云

う
べ
し
」

と
し

て
、

そ
の
川

か
ら
引
水

し

て
い
る
村

は
川
岸

か
ら
離

れ
て

い
る
村
も
、
川
岸
の
村
と
一
緒
に
組
合
を
作
り
共

同
し
て
水
害
を
防
止
す
る
よ
う
勧
告
し
て

い
る
。
し
か
し
、
当
地
域

に
お

い
て
は

そ

れ
に
該
当
す

る
よ
う
な
条
件
が
な
く
組
合
は
作
ら

れ
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
明
治
前
期
の
水
防
技
術
に

つ
い
て
み
る
と
、
砂
利

堤
、
聖

牛
、
枠
類
を

中
心
と
し
た
も
の
で
、
枠
類
中
、
合
掌
枠
の
増
加

が
目
立

つ
が
、
本
格
的
な
石

堤

は
当
地
で
は
ま
だ
現

れ
ず
、
江

戸
時
代

と
あ
ま
り
変

わ
っ
て
い

な

い
。
明

治
九
年

よ
り
同

一
八
年

に
至
る
、
南
箕
輪

に
お
け
る
川
除

け
普

請
の
実
態

を
表
示

す
れ
ば

表
4
1
1
7
の
よ
う
で
あ
っ
て
、

こ
れ
に

よ
っ
て
当
時

の
水
防
技
術

の
段
階

を
知
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し

か
し
、
従
来

の
水
防

の
有

り
方
に
改
善

を
加
え

よ
う
と
す
る
意
識

は
し

だ
い

に
芽

生
え

て
き
て
い
る
。
当
時

の
人

た
ち
が
水
害
防

止
を
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い

た
か
前
記
農
談
会
日
誌
に
出

て
く
る
意
見

か
ら
こ
れ
を
見

よ
う
。

「
堤
防

を
築
造

す
と
雖
も

ま
だ
対
岸
相
争

い
、
相
激

す
る
の
弊
害

あ
り

て
こ

れ

を
改

め
ざ
れ
ば
完

全
の
域
に

は
達

す
る
べ
か
ら
ず
。
且

つ
望

む
ら
く
は
河
身

を
定

め
て
彼
我

の
内
に
相
軋

る
な

く
、
一
致
共
同

の
方
法

を
立
て

た
な
ら
ば
必

ず
健
全

な

る
堤
防

を
築
造
し

て
永
続

す
べ
き

の
良
法
と
認

む
」
。
「
こ

れ
を
改
良
す

る
に

は

他
な
し
、
治
水
上
木
会

を
開
設
す

る
こ
と
を
希
望
す

。
…
…
治
水
上
木
会

は
天
竜

川
沿
岸

の
村
落

を
以
て
組
織
す

る
見
込
み
な
り

。
」
「
堤
防

は
改
良
し

た
し
、
実
に

在
来

の
習
慣
は
其

の
仕
様
粗
雑
に
し
て
、
一
且
用
う

れ
ば
其

の
跡
は
破
損
す

る
も

顧
み

ず
修

む
る
こ
と
な

く
実
に
遺
憾
と
な
す
所
、
夫

れ
こ

れ
を
改
良
す

る
は
治
水

上
木
会
に
如

く
な
し
、
此

の
会

の
決
議
を
以
て
せ
ば
定
着
其

の
方
法

の
宜
き

を
得

べ
き
も

の
な
り
と
信
ず
」
と
あ

る
。

河
身
が
固
定
し
て

い
な

い
の
で
、
堤
防
築
造
そ

の
他

の
川
除
け
工
事
に
当
た

っ

て
、
自
村
側

の
水
防
を
強
化
す
れ
ば
対
岸
に
悪
影
響
を
与
え
る
と

い
う
こ
と
で
、

対
岸

の
村

々
の
承
認
を
必
要
と
し

た
こ
と
、
ま

た
、
そ

れ
を

め
ぐ

っ
て
対
岸

の
村

と
対
立
抗
争
を
し
た
こ
と
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
繰
返
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
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第 ４章　水 と村 の生活

表
４
－
1
7
　
明
治
九
～

一
八
年
南
箕
輪
に
お
け

る
水

防
の
実
態
（

役
場
文
書
よ
り
作
成
）

自

パ大 杢 普

泉r11
Jじ 請

大　　 泉　　 川 天　　　 竜　　　 川

／協 地 砂 合 中 小

議 方 利 掌

費 税 堤 枠 枠 枠

協 地 砂　　 そ 合 続 沈 中 大

議 方 利 杭 在 掌　　 聖 聖

費 税 堤　　 枠 枠 枠 枠 牛 牛

一 一

莞 兄　　　　　　　 ＝　 ＝

円　　　　　　　　　 組　　 組

出　明
来　治

形　ぇ
定

三 三

四 七　　　　　 六合 三　　　　 間　 ｔ　 ョ

出　明

来　治
形　Ξ

定

一七 一

一 こ　　　　　　 一 一　 一

出　明

来　 治
形　二

定

な　　　　し

つ つ

出　明

来　 治
形　⊆

定

砂
利

言 堤
間

= 五

ゝ　 ゝ 四　　　　　 五
八 一 〇　　 〇杢 突 間　　 組

一

ミ マヨ=　　　　　 一 一　 一

出　明

来　治
形　三

定

八一

一豊
聞　　　　 言 毛 三

見　明
積　治

り　Ξ

間　 三

ョ 七豊 杏

//　本 ﾌ、゚　　 昌 三 冨

定

見

積

明

治

－Ｗ、？　 ？ ｕ

つ　　　 ﾌﾟtj
組

？　ｐ　 一
宜

一 一り　　　　　 石 弓

急

見

積

な　　　　　し

明

治

一六

堤

ョ 上
ぉ 吾刺置

ｏ 奘　//　　　三　　　　　 一

定

出
来
形

明

治

一七

続

枠

一
一
ﾉ間ゝ

九 七
一 六
一 一 五四 七 〇　　　　　　 九 九

急
出

来
形

三
九ゝ
七　 べ
天一　ミ○ こ 三　　　　　 六

定

出
来
形

明

治

一八

続 沈 杭　 砂
枠 枠 只 ョ 利

ョ ∃
Ξ Ξ 堤

六 ぢ 本 間

一 八
三 五

四 六　　　　　　　　　一
六 八　　　　　 八　　 五王£ 三　　　　　 五　　 ○

急
出

来
形

な の 明　　　 自 協 地　 堤　　 見　　　 出　 急 定

し
両 治 の は 普 議 方 の 上 積 前 積 告 終 来 急||　||

゜年 三 普 耕 請 費 税 か 置 り の り　 了 形 普 災 定

は ｀ 請 地|||| || さ||　 村11　 後11 請 害 式
普 笑　 独 村 村 県 上 堤　 の 普　 の 普　 時 普
請 年　 自 又 費 費 げ 防　 見 請　 報 請　 の 請

備

考

が
、
明
治
に
な
っ
て
も
こ
の
状
態
は
続
い
て
お
り
、
こ
の
点
の
解
決
の
た
め
に
河

身
の
安
定
を
図
る
こ
と
、
互
い
に
協
力
し
て
水
害
を
防
止
す
る
た
め
の
両
岸
の
村

々
を
一
丸
と
し
た
「
治
水
土
木
会
」
と
い
う
組
織
を
作
り
、
永
久
的
な
堤
防
を
築

造
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
河
身
の
安
定
は
当
時
の
技
術
の
段
階

で
は
、

「
河
身
を
改
良
す
る
は
高
尚
に
し
て
、
言
う
べ
く
し
て
容
易
に
行
な
わ
れ
ぬ
も
の

な
り
」
と
い
う
発
言
も
あ
る
よ
う
に
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
近
代
的
水
防
施

設
へ
の
意
欲
は
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

技
術
の
改
良
に
つ
い
て
は
、「
望
む
と
こ
ろ
は
良
木
を
用
い
て
数
年
保
存
す
る

も
の
は
尚
数
十
年
を
要
し
た
き
見
込
み
に
し
て
、
赤
松
の
枠
三
年
を
保
つ
も
の
な

ら
ば
唐
松
の
如
き
は
十
年
を
保
つ
も
の
に
あ
ら
ず
や
。
今
年
入
る
も
明
年
は
瓦
潰
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第 ２節　水 との闘い

す
る
が
如
き

は
望
ま

ぬ
。
居
常
密
に
感
覚
す
る
所
あ
る
な
り

。
本
村

大

泉

川

な

り
、
僅

か
に
地
方
税
よ
り
補
助
す
る
金
を
沿

岸
の
地
主
に
も
分
賦
し
て
、
地
先

地

先
を
各
自
に
受
（
請
）
負

い
な
さ
し
め
堤
防
す
る
に
一
人
と
し
て
雑
木

は
用

い

ざ

る
な
り
、
皆
栗
を
用

材
と
す
。
実
に
経
済
の
点
に
お

い
て
も
ま
た
大

い
に
功
益
あ

る
も

の
な
り

。」
「
水
害
を
予
防
す
る
に
容
易

に
行

な
わ
る
る
は
堤
塘
に
植
樹

す
る

に
如
く
な
ら
ん
。
且

つ
対
岸
一
致
し
て
中

州
を
浚
う
の
方
法
を
行

わ
る
れ
ば
、
第

一
番
に
結
果
を
見
ら
る
べ
き
も
の
に
し
て
特
に
望
む
と
こ
ろ
な
り

。」
「
堤
塘
に
植

樹

す
る
は
賛
成
な
り
、
か
っ
川

除
け
に
用

う
る
材
種
は
唐
松

に
改

良
す
る
に
同
意

な
り
、
而
し
て
、
用

材
は
皮
を
剥

ぎ
て
用

う
る
が
可

な
り
、
皮

を
存
す
る
と
き
は

朽
ち
易

き
も
の
に
し
て
唐
松

と
い
え
ど
も
此
の
如

く
す
る
こ
と
を
望
む

。」

こ

こ

で

は

郡
長

の
質

問

に

答

え

る
形

で
述

べ

て

お

り
、

主

と

し

て
川

除

け
工

事

の
用

材

の
選

定

、

堤

塘

へ

の
植
樹

、

中

州

を
浚

う

こ

と

な

ど

が

話

し
に

出

て

い

る

が
、

石

堤

の
築

造

に

つ

い
て

は

ま

だ

話
題

に

の

ぼ

っ

て

い
な

い
。

し

か

し

、

こ

こ

で
注

目

す

べ

き

こ

と

は
、

治

水

の
根

本

対

策

で

あ

る
雨

水

の
急

激

な

流
出

防

止

や
、

土

砂

の
流

失

防

止

の
措

置

に

つ

い

て
関

心

が
高

ま

っ

て

き

た

こ

と

で

あ

る

。
政

府

は
明

治

八
年

に

堤

防

法

案

を
提

案

し

て

い

る

が

、

そ

の

中

で
、
「
河

川
「

降

雨

ノ

量

二
因

ツ
テ

活

動

ス
ル

モ

ノ

ナ

リ

、

其

ノ

治

理

ノ

法

二

於

ケ

ル

モ
毎

川

差

異

ナ

キ
ヲ

保

タ

ズ
」

と

述

べ
、

故

に

「
予

防

ノ
エ

ニ

属

ス

ル

モ

ノ
」

と

し

て
、

上
流

ノ
整
沢

二
草
木
ヲ
繁
茂

セ
シ
ム
ル
事
。

横
渠

ヲ
山

腹
二
設

ク
ル
事
。

濾
堰
ヲ
渓
澗

二
築

ク
コ
ト
。

以
上
雨
水
ノ
河
床

二
帰

ス
ル
ヲ
遅
渋

セ
シ
メ
下
流
暴
脹
ノ
因
ヲ
減
ジ
、
併

セ
テ
砂
土
ノ

流
落
河

床
堆
参

ノ
害

ヲ
防

グ
コ
ト

。

を
挙

げ

て

い

る

。

こ

の
よ

う

な

こ

と

は
、

当

時

の
有

力

農

民

の
中

に

も

充

分

意

識

さ

れ
て

お

り
、

再

び
「

農

談

会

日

誌

」

を

見

る

と

、
「
顧

う
に

昨
年

（
明
治
一
五

年
）
第
三
号
の
太
政
官
布
告
を
以
て
、
国
土
保
安
の
為
に
は
民
林
と
雖
も
伐
木
を

禁

ず
る
こ
と
有

る
べ
し
と

あ
っ
て
、
場
所
に
も
よ

る
な
ら
ん
が
、
国
土
保
安

の
大

事

な
れ
ば
こ
れ
を
禁

ず
る
も
時
に
当

た
り
て
差
し
支
え
な
き
や
」
と

の
郡
長

の
質

問
に
対
し
、
「
該
山
の
為
彭
涯

水
害
あ
る
と
認

む
る
と
き
は
、
即

ち
国
土

保

安

に

関

す
る
一
大
事
な

れ
ば
実
地
見
分
し
て
、
果
し
て
そ

の
為
に
原
因
す
と
な

れ
ば
一

時
禁

ず
る
も
差
し
支
え
な
き
も

の
と
信
ず

。」
「
第
三
号
の
公
布
は
密
に
喜
び
居
る

も

の
な
り
、
…
国
土
保
安

の
制
を
立
て
ら
れ
た
る
は
時
世
の
然
か
ら
し
む
る
と
こ

ろ
か
、
今
日
よ
り
そ

の
方
法
を
立
て
て
お
か
ざ
れ
ば
遂
に
覆
う
べ
か
ら
ざ
る
の
時

機
到
来
し
て
、
実
に
臍
を
噛
む
も
及
ぶ
な
き
に
至
る
べ
し
、
一
日
も
早
く
実
施
せ

ら

れ
将
来
に
水
害
を
蒙
ら

ざ
ら
し
め
ん
こ
と
を
望
む
」
と
述
べ
て

い
る
。
こ
れ
は

乱
伐

の
禁
止
、
保
安
林
の
設
定
が
中
心
の
よ
う
で
あ
る
が
、
明
治
中
期
以

降
に
な

る
と
広
範
囲
に
保
安
林
の
設
定
が
進
み
、
さ
ら
に
、
積
極
的
な
政
府
の
奨
励
に
よ

り
盛
ん
に
植
林
が
行
な

わ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
水
害
防
止
に
対
す

る
考
え
方

の
進
歩
が
、
こ
の
植
林
を
進
め
る
大
き
な
要
因

に
な
っ
た

と

考

え

ら

れ
、
事
実
と
し
て
植
林
の
普
及

と
樹
木

の
成
長

と
共
に
し
だ
い
に
洪
水
を
少
な
く

し
、

か
つ
、
そ
の
被
害
を
減
少
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

２
　

河
川
の
管
理
区
分
と
水
防
施
設

田
　

明
治
時
代
前
期

明
治
六
年
の
「
河
川

道
路
修
築
規
定
」
に

お
い
て
は
、
「
県
官
実
地
検

査

の
上

目
論
見
帳
を
以

て
営
築
せ
し
め
、
其

の
費
用
中

官
費
幾
分

を
支
消

す
べ
し
」

と
あ

っ
て
、
大
き
な
普
請
の
場
合

は
官
費

が
支
出

さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
が
、
河

川

修
繕
は
地
元

負
担
が
原
則

と
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代

よ
り
も
む
し

ろ
地
元
負

担
が
多
く
な
っ
た
が
、

ほ
ぼ
江
戸
時
代

の
様
式

を
踏
襲
し

て
い
た
も
の
と
考
え

ら

れ
る
。

明

治
八
年
、
堤
防
法
案

が
作
6
‐
れ
た
こ
と
は
既
に
み

た
が
、

そ
の
改
正
案
で
水

害
防
止
を
「
予
防

ノ
エ
」

と
「
防

禦
ノ
エ
」
に
分
け
、
予
防

の
工

と
し

て
、
次

の

4 門
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項
目

を
挙

げ
て
い
る
。

○
上
流
墾
沢
二
草
木
ヲ
繁
茂
セ
シ
ム
ル
コ
ト

○
横
渠
ヲ
山
腹
二
設
ク
ル
コ
ト

○
濾
堰
ヲ
渓
間
二
築
ク
コ
ト

○
平
原
二
至
り
地
ヲ
選
ン
デ
溜
池
ヲ
開
ク
コ
ト

○
河
ノ
流
心
ヲ
矯
メ
ル
コ
ト

○
河
積
ヲ
適
度
二
保
ツ
コ
ト

○
河
内
ノ
障
害
ヲ
除
キ
、
流
降
ヲ
ホ
フ
ス
事

○
放
水
ノ
節
度

こ
れ
は
、
「
地
方
ノ
カ
ユ
及

ビ
難
キ
モ
ノ
デ
ア
ル
為
内
務
省

二
負
荷
（
注
国
費
負

担
ブ

ご

と
し
、
防
御

の
工
に
属
す
る
も

の
と
し
て
次

の
よ
う
な
項
目

を

挙

げ

て

い
る
。

○
沿
水
本
支
ノ
堤
防
　
　
　
　

○
堤
外
前
地
ノ
保
護

○
護
岸
ノ
エ

以

上
ノ
水
ノ
地
ヲ
浸
ス
ヲ
防
禦
ス
ル
エ
（

各
地
方
庁

二
委
任
。
さ
ら
に
、
明
治

九
年
の
筑
摩
県
下

問
会
議
に
お
け
る
「
河

流
ヲ
疏
通
ス
ル
法
案
答
議
」
の
第
玉
条

に
、
工
事
は
大
別
し
て
上
下

六
款
と
し
て
次
の
よ
う
に
挙
げ
て

い
る
。

一
河
水
乱
流
ヲ
矯
正
シ
河
身
ヲ
良
好
二
維
持
ス
ル
事

一
河
床
ノ
堆
参
ヲ
浚
疎
ス
ル
コ
ト

ー
両
岸
へ
堤
防
ヲ
造
築
ス
ル
事

（
営
）

以

上

三
件
（

県

官

実

地

検
査

ノ
上

目

論
見

帳

ヲ
以

テ
栄

築

セ

シ

メ

、
其

ノ

費
用

中

官

費

幾

分
ヲ
支
消
ス
ベ

シ

ー
臨
時
ノ
出

水
等

ニ
テ
衝
突

ス
ル
場

所
（

速
ヤ
カ
ニ
乱
杭

、
蛇
寵

、
大

小
聖

牛
施
設

ス
ベ

キ
コ
ト

ー
臨
時
出

水
等
其

ノ
他
堤
防

潰
敗

二
属

ス
ル
ト

キ

ベ

速

ヤ
カ
ニ
該
川
近
傍

ノ
村
市

二
於

テ
努
カ

シ
之
ヲ
防

禦
ス
ペ
シ

一
堤
防
潰
敗
ノ
場
所
（

直
チ
ュ
修
繕

ス
ペ
キ
事

以
上
三
件
（

組
合
受
持
村

々
二
於
テ
実
地
検
査
ノ
上
直
チ
ュ
修
築
シ
、
水
害
ノ
景
況

図
面

仕
様
帳
一
同
届
出
ズ
可

ク
、
其
ノ
費
額
（

民
費
ノ
事
。
但

シ
、
非

常
ノ
大

水
害
（

其
ノ
景

実
地
検
査
ノ
上
幾
分
ノ
官
費
ヲ
支
給

ス
ル
コ
ト
ア

ル
ペ

シ

こ

れ
ら

に

よ

っ
て

見

る

と

、

明

治

初

期

に

お

い
て

は
水

害

予

防

の
た

め

「

予

防

ノ

エ

」

は
国

費

が

支

出

さ

れ

る

が

、

直

接

の
水

害

防

止

の
た

め

の
「

防

禦

ノ
エ

」

は
地

方

税

で

、

応

急

処

殷
々

小

工

事

は

民

費

（
村
費
）
で

負

担

す

る

原

則

が

定

め

ら

れ

て

い
る

。

し

か

し

、

大

工

事

で

地

方

税

や

民

力

で

実

施

困

難

な

も

の

は

臨

時

国

費

で

補

助

す

る

こ

と

に

し

て

い
る

。

明

治

八

年

三

月

、

筑

摩

県

は

二

、

三

等

堤

防

官
民

の

分
取

調

べ

を
行

な

い
、
天

竜

川

に

つ

い
て

は
東

春

近
以

南

を

官

六

、
民

四

の

割
合

で

そ

の

費
用

を

積

み

立

て

る

こ

と

を

始

め

、

ま

た

、
明

治

一

五

年

に

は

各
河

川

の
工

事

は
原

則

と

し

て

町
村

負

担

と

し

な

が

ら

も

幹
川

の
河
川
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
割

特
に
指
定
し

た
二
〇
条

の
支
川
　
　
　
　
　

五

割

廃
藩
置
県
後
県
補
助
を
受
け

た
河
川
　
　

／

数
村
共
同
し
て
施
行
し

た
慣
行
あ

る
河
川
＼
四
割

と
、

そ

れ

ぞ

れ
補

助

す

る

こ

と

を
定

め

て

い

る

。

さ

き
に

掲

げ

た
表

４
－
1
7
の

天

竜

川

の
場

合

の
普

請

費

用

の
分

担

は
、

地

方

税

（
県
費
）

六
、

協

議

費
（
村
費
）

四

の
割

合

に

な

っ

て

い

る

。

明

治

二
（

年

に

は

「
長

野

県

土

工

条

規

」

が

定

め
ら

れ
、

次

の
よ

う
に

費

用

分

担

が
決

め

ら

れ

て

い
る

。

町
村
で
計
画
し
得

な
い
も

の

争
訟
地
で
町
村
協
議

の
上
施
行
出
来
な
い
も
の

｝
県
費

そ

の
他
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
村
費

次
に
、
明
治
二
（
年
の
本
村
に
お
け
る
定
式
普
請
出
来
形
牒
（
塩
ノ
井
大
東
文

474
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書
）

の
集
計

し
た
も
の
を
掲
げ
、

そ
の
費
用
分
担

を
み

る
こ
と
に

す
る
。

△
天
竜
川
通
り
（
南
殿
・
田
畑
・
神
子
柴
三
耕
地
分
）

（
沈
）

枕
枠
　
　
　

一
七
組
　

一
組

七
円

九
五
銭
一
厘
　

代

金

コ
ユ
五
円

二
（

銭

七
厘

中
聖
牛
　
　
　
八
組
　
一
組

七
円
二
七
銭
七
厘
　
代
金
　

五
八
円
二
一
銭
六
厘

砂
利
堤
　

コ

ー○
間
　
費
用
は
人
足
賃
に
含
ま
れ
る
。

蛇
龍
　
三
八
本
四
分
　
一
本

五
二
銭
五
厘
　
　
　
代
金

二
〇
円
六
銭

他
に
大
工
六
九
二｛

人
　
一
人

三
五
銭

人
足
八
六
六
、
九
人
　
一
人

二
五
銭

｝
代
金

二
四
一

円
八
銭
五
厘

費
用
計
　
　
四
五
四
円
六
二
銭
八
厘

地
方
税
負
担
　

三
九
五
円
三
三
銭

八
厘

輿

゛
議
費
負
担
　

五
九
円
二
八
銭
九
厘

（
注
一
三
％

）

△
大
泉
川
通
り

（
大
泉
・
南
殿
・
田
畑
三
耕
地
分
）

続
枠
　

一
八
間
　

一
間
当
た
り
二
円
三
九
銭
六
厘

片
枠
　

二
二
間
　

一
間
当
た
り
一
円
二
一
銭
九
厘

他
に
　
　

大
工
　

四
七
人
　
　

一
人
三
五
銭

人
足
　
一
一
九
人
　
　

一
人
二
五
銭

↑

費
用
計
　
　

一
一
六
円
四
二
銭
八
厘

代
金

四
三
円
二
五
銭

代
金

二
六
円
八
一
銭
八
厘

代
金

四
六
円
四
〇
銭

地
方
税
負
担
　
　

一
五
円
八
七
銭
五
厘

Ａ

゛
議
費
負
担
　
　

一
〇
〇
円
五
五
銭
三
厘
（
注
八
六
、
四
％

）

こ
れ
に
よ
る
と
、
天
竜
川
筋
の
四
部
落
が
災
害
の
総
費
用
四
五
四
円
六
二
銭
の

う
ち
、
八
七
％
の
三
九
五
円
三
三
銭
八
厘
を
県
費
で
負
担
し
、
大
泉
川
の
三
部
落

の
災
害
の
総
費
用
一
二
（
円
に
対
し
、
一
三
・
六
％
強
の
一
五
円
八
七
銭
五
厘
を

県
費
で
負
担
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
両
者
を
合
わ
せ
た
県
費
負
担
の
割
合
は
お

よ
そ
七
二
％
に
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
明
治
一
九
年
に
は
県
土
工
条
規
を
改
正
し
、
河
川
を
県
管
理
河
川
と

町
村
管
理
河
川
に
区
分
し
、
町
村
負
担
の
河
川
の
う
ち
補
助
河
川
に
対
し
て
は
二

分
の
一
の
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
天
竜
川
水
系
で
県
管
理

河
川
と
な
っ
だ
の
は
天
竜
川
・
松
川
・
中
田
切
川
・
三
峯
川
・
上
川
で
あ
る
。

明
治
に
お
け
る
河
川
管
理
区
分
と
費
用
の
分
担
は
以
上
見
て
き
た
と
お
り
で
あ

っ
て
、
し
だ
い
に
地
元
負
担
の
軽
減
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
が
、
水
防
施
設
は
膨

大
な
費
用
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
県
管
理
の
段
階
で
は
飛
躍
的
な
発
展

は
望
む
べ
く
も
な
く
、
江
戸
時
代
に
比
し
多
少
の
進
歩
が
あ
っ
た
の
み
で

あ
っ

た
。当

時
の
水
防
施
設
は
ど
の
程
度
に
整
備
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
そ
の
実
態
を

示
す
明
治
二
〇
年
の
「
南
箕
輪
披
堤
調
」
が
残
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
掲
げ
て

実
情
を
見
る
こ
と
に
す
る
。（
図
４
－
4
9と
5
0）

明
治
二
〇
年
代
に
お
い
て
は
、
北
殿
耕
地
地
先
の
字
ヒ
ヤ
ケ
田
、
コ
モ

リ
メ

ン
、
タ
テ
田
の
二
〇
〇
間
ほ
ど
の
間
に
堤
防
が
無
い
が
、
他
の
地
域
は
ほ
ぼ
全
川

沿
い
堤
防
が
造
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
内
容
を
よ
く
見
る
と
、
そ
の
堤
防
は
全

部
砂
利
堤
で
あ
っ
て
、
高
さ
は
六
尺
か
ら
二
間
、
馬
踏
み
の
幅
は
四
尺
か
ら
二
間

と
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
つ
ぎ
は
ぎ
の
砂
利
堤
で
あ
る
。
当
時
は
こ
の
砂

利
堤
に
よ
っ
て
川
の
水
が
田
地
に
流
れ
込
む
の
を
防
ぐ
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
砂

利
堤
は
粗
柔
を
羽
口
に
使
っ
て
砂
利
を
積
み
上
げ
た
も
の
で
、
根
固
め
も
不
充
分

で
あ
り
強
い
水
流
に
あ
え
ば
簡
単
に
崩
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ

る
。
そ
れ
で
、
こ
の
砂
利
堤
を
保
護
す
る
た
め
に
水
の
流
れ
の
強
い
所
に
は
、
根

固
め
と
し
て
蛇
龍
・
沈
み
枠
・
合
掌
枠
等
が
使
わ
れ
、
水
制
工
と
し
て
は
、
聖
牛

・
合
掌
枠
・
続
き
枠
等
が
河
川
の
状
況
に
応
じ
て
据
え
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
の
聖
牛
や
枠
類
の
用
材
は
松
の
木
あ
る
い
は
雑
木
で
あ
っ
て
、

そ
れ
を
藤
蔓
で
結
束
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
二
大
二
年
で
腐
朽
し
て
し
ま
う
状

態
で
常
に
万
全
の
状
態
で
は
な
い
。
図
中
の
聖
牛
・
枠
類
の
大
半
が
腐
朽
し
て
い

る
状
態
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
い
っ
た
ん
洪
水
が
あ
れ
ば
大
き
な
災
害
を
受
け
る

の
は
必
定
で
あ
る
。
こ
れ
が
当
時
の
水
防
施
設
の
実
態
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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第 ４章　水と村 の生活

戦前の 天竜川護岸堤防（ 左人海戦術 による築堤作業，右出来上った蛇寵による堤防）図3-51

②
　
明

治
時
代

後
期
・
大
正
時
代

明
治

二
九
二

三

年

は
、
三
年
連

続

の
水
害
で
県
下

に
大

き
な
被
害

が

あ
っ
た
。
県

は
明
治
二

九
年
河
川
改

修
計
画

を
立
案
し
、
三
〇
年
よ
り
一

二

か
年
計
画
で
多
額

の
費
用
を
投
じ

て
千
曲
川
・
天

竜
川
・
犀
川

・
三
峯

川

等
、
七
河
川
の
改
修

を

始

め

た

が
、
二
九
上

元

年
の
洪
水
に
よ
っ

て
状
況

が
大

き
く
変

化
し
、
計
画

は

中

止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

明

治
三
五
年
県

は
治
水
堤
防
費

を

新
設

し
、
新

た
に
河
川

の
改

修
に
着

手
し

て
い
る
が
、
多

く
は
災
害
復
旧

に

と
ど
ま
っ
て
、
本
格
的
築
堤
に

は

至

ら
な

か
っ
た
。
そ
の
後
、
明
治
三

六
年

の
県
土
工
条
規
で

は
天
竜
川
と

三
峯
川
（
高
遠
町
よ
り
下
流
）
が
県
管

理
河
川
に
な
り
、
大
正
六
年
に

は
天

竜
川
と
三
峯
川
は
国

の
河
川
法
に
よ

る
準
用
河
川
に
な

っ
た
。
大
正

コ

ー

年
に
は
天
竜
川
が
内
務
省
直
轄
で
改

修
す
る
河
川
に
加
え
ら

れ

る

と

共

に
、
県
内
一
〇
八
の
小
河
川
が
県
管

理
河
川
に
編
入
さ
れ
、
昭
和
四
年
に

は
大
泉
川

も
河

川
法
に
よ
る
準
用

河

川
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
河
川
の
管
理
が
県
・
国
と
し
だ
い
に
格
上

げ
さ
れ
、
地
元
負
担
は
軽
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
水
防
施
設
も

逐
次
進
ん
で
は
い
る
か
、
ま
だ
充
分
に
水
を
制
御
す
る
段
階
に
は
ほ
ど
遠
く
、
本

格
的
な
整
備
は
近
年
の
こ
と
で
あ
る
。

㈲
　
昭
和
に
お
け
る
水
の
制
御

昭
和
三
年
、
西
天
竜
用
水
の
取
水
堰
は
、
二
つ
の
意
味
で
上
流
下
流
住
民
の
争

い
を
引
き
起
こ
し
た
。
そ
の
一
つ
は
、
天
竜
川
流
頭
部
に
お
い
て
天
竜
川
の
水
を

ほ
と
ん
ど
全
部
引
用
す
る
た
め
、
下
流
の
東
天
竜
耕
地
整
理
組
合
外
数
組
合
は
濯

漑
用
水
不
足
と
な
り
、
天
竜
川
両
岸
の
農
民
同
志
の
水
争
い
に
な
っ
た
。
他
の
一

つ
は
、
西
天
竜
取
り
入
れ
口
の
「
ロ
ー
リ
ン
グ
ダ
ム
」
設
置
に
よ
っ
て
、
洪
水
時

に
お
け
る
諏
訪
湖
水
位
の
上
昇
に
よ
る
水
害
を
恐
れ
た
周
辺
町
村
長
は
、
昭
和
七

年
の
洪
水
に
際
し
て
ロ
ー
リ
ン
グ
ダ
ム
を
引
き
上
げ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
た
め
、

西
天
竜
耕
地
整
理
組
合
は
予
定
水
量
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
約
四
〇
〇

図4-52　 昭和25年大 洪水による北殿駅付近の被害

町
歩
の
水
田
に
濯
漑
で
き
な
い
と
い

う
事
態
が
発
生
し
、
諏
訪
湖
周
辺
の

町
村
と
、
西
天
竜
耕
地
整
理
組
合
町

村
と
の
開
に
一
触
即
発
の
険
悪
な
空

気
に
な
っ
た
。
こ
の
事
態
は
警
察
力

に
よ
っ
て
鎮
め
ら
れ
た
が
、
争
い
の

原
因
が
無
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い

の
で
、
い
つ
同
じ
よ
う
な
危
険
な
状

態
が
再
発
す
る
か
わ
か
ら
な
い
状
態

で
あ
っ
た
。

県
は
こ
の
よ
う
な
状
態
を
放
置
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、
諏
訪
湖
の
治
水

問
題
と
、
利
水
問
題
と
を
同
時
に
考
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第２節　水との闘い

慮
し
た
土
木
事
業
に
よ
っ
て
、
各
方
面
の
摩
擦
を
除
く
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
。

県
は
昭
和
七
年
政
府
の
救
国
農
村
振
興
土
木
事
業
を
始
め
た
の
を
好
機
と
し
て
、

急
拠
天
竜
川
上
流
改
良
工
事
を
計
画
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
天
竜
川
上
流
河
川
改
良

事
務
所
が
設
置
さ
れ
、
内
務
省
の
承
認
と
補
助
を
受
け
て
直
ち
に
改
良
工
事
に
着

手
し
た
。

工
事
は
釜
口
水
門
の
設
置
を
始
め
、
諏
訪
湖
に
流
入
し
て
い
る
各
支
川
の
沿
岸

の
工
事
、
天
竜
川
上
流
の
護
岸
、
用
水
路
工
事
等
広
範
囲
で
あ
っ
た
。
天
竜
川
に

お
け
る
工
事
は
上
流
全
線
に
わ
た
り
、
ほ
ぼ
河
床
を
Ｉ
・
八
ｍ
掘
り
下
げ
流
下
能

力
を
増
し
、
釜
口
水
門
は
幅
七
・
三
ｍ
、
高
さ
三
ｍ
の
鉄
製
門
扉
を
七
個
持
つ
水

門
と
し
、
湖
水
の
水
位
の
維
持
と
、
あ
る
程
度
の
洪
水
調
節
の
機
能
を
持
っ
て
お

り
、
こ
れ
ら
の
改
良
工
事
は
昭
和
コ

ー年
に
完
成
し
た
。

こ
の
後
、
天
竜
川
上
流
に
つ
い
て
は
め
ぼ
し
い
水
防
工
事
は
行
な
わ
れ
ず
、
第

二
次
大
戦
後
の
昭
和
二
二
年
よ
り
二
五
年
ま
で
天
竜
川
災
害
復
旧
工
事
が
行
な
わ

れ
て
い
る
が
、
単
な
る
災
害
箇
所
の
復
旧
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
復
旧

箇
所
は
本
格
的
な
石
堤
が
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
昭
和
二
五

年
に
は
天
竜
川
の
大
洪
水
で
北
殿
地
区
は
大
被
害
を
被
っ
た
。

昭
和
二
八
年
に
な
っ
て
、
建
設
省
は
「
治
山
治
水
基
本
対
策
要
項
」
を
策
定

し
、
長
期
的
展
望
に
立
っ
て
の
河
川
改
修
事
業
が
始
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
昭
和

三
五
年
か
ら
第
一
次
五
か
年
計
画
、
昭
和
四
〇
年
か
ら
第
二
次
五
か
年
計
画
に
基

づ
く
河
川
改
修
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
天
竜
川
上
流
の
う
ち
南
箕
輪
地
区
は
ま

だ
そ
の
工
事
区
域
に
は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。
昭
和
四
三
年
か
ら
第
三
次
五
か
年

計
画
が
始
ま
り
、
昭
和
四
六
年
に
は
伊
那
市
中
川
原
の
毛
見
橋
か
ら
明
神
橋
ま
で

の
区
間
か
建
設
省
直
轄
管
理
区
域
に
編
入
さ
れ
、
弱
小
堤
の
強
化
及
び
小
衝
部
の

護
岸
工
事
が
進
め
ら
れ
始
め
た
。
昭
和
四
七
年
か
ら
の
第
四
次
五
か
年
計
画
で
は

神
子
柴
、
田
畑
の
弱
小
堤
の
強
化
、
昭
和
五
二
年
か
ら
の
第
五
次
五
か
年
計
画
に

よ
り
北
殿
地
先
の
築
堤
の
完
成
、
塩
ノ
井
・
久
保
地
先
の
護
岸
の
強
化
が
行
わ
れ

た
。（『
天
竜
川
上
流
改
良
事
務
所
三
十
年
の
歩
み
』）

こ
の
よ
う
に
し
て
、
天
竜
川
の
水
防
の
た
め
の
築
堤
、
護
岸
の
工
事
は
下
流
か

ら
順
次
進
め
ら
れ
て
き
て
お
り
、
現
在
の
よ
う
な
連
続
し
た
本
格
的
石
堤
と
な
っ

た
の
は
、
僅
か
に
数
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。

昭
和
、
特
に
太
平
洋
戦
争
後
の
、
築
堤
護
岸
工
法
の
進
歩
は
著
し
く
、
昭
和
二

〇
年
代
で
は
堤
防
の
根
固
め
に
は
木
材
を
井
桁
に
組
ん
だ
木
工
沈
床

が
用

い
ら

れ
、
元
詰
め
に
は
玉
石
が
使
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
護
岸
工
法
と
し
て
は
空
石

積
、
蛇
龍
に
よ
る
被
覆
か
行
わ
れ
て
い
た
。

昭
和
三
〇
年
代
に
な
る
と
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
使
用
が
急
速
に
増
加
し
、
木
工

沈
床
の
元
詰
め
を
基
礎
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
一
体
と
し
、
あ
る
い
は
、
コ
ン
ク
リ
ー

ト
の
十
字
ブ
ロ
ッ
ク
等
が
使
わ
れ
始
め
、
護
岸
工
法
も
練
石
積
み
が
主
体
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ミ
キ
サ
ー
の
普
及
に
よ
る
点
が
大
き
い
。
他

の
土
木
工
作
機
械
と
し
て
ブ
ル
ド
ー
ザ
、
ド
ラ
ッ
ク
ラ
イ
ン
等
が
使
わ
れ
始
め
、

図4-53　 法枠コンクリート護岸工法による堤防(北殿付近)

河
川
改
修
工
事
の
能
率
は
著
し
く
高

ま
り
、
水
防
施
設
は
急
速
に

進
ん

だ
。現

在
の
根
固
め
は
、
コ
ン
ク
リ
ー

ト
十
字
ブ
ロ
ッ
ク
を
主
体
と
し
て
お

り
、
護
岸
工
法
と
し
て
は
、
上
部
は

法
枠
コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
下
部
は
練
石

積
み
が
多
い
。
築
堤
の
規
模
も
、
五

〇
～
一
〇
〇
年
に
一
回
起
こ
り
得
る

か
ど
う
か
の
最
大
水
位
に
、
さ
ら
に

安
全
度
を
加
え
た
大
規
模
の
も
の
と

な
り
、
さ
き
の
根
固
め
や
護
岸
工
法

の
進
歩
と
共
に
、
江
戸
時
代
や
明
治
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図4-54　 大泉川下流改修後の合流点 付近

時
代
の
水
防
施
設
に
比
べ
格
段
の
進

歩
を
遂
げ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

不
測
の
事
態
の
発
生
も
あ
り
得
る
の

で
全
く
安
心
す
る
こ
と
は
戒
め
ね
ば

な
ら
な
い
が
、
長
い
間
の
人
間
と
水

と
の
闘
い
は
、
よ
う
や
く
に
し
て
人

が
水
を
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

大
泉
川
は
、
天
竜
川
に
注
ぐ
急
流

河
川
で
あ
っ
て
、
そ
の
流
域
の
地
質

は
古
生
層
の
粘
板
岩
が
多
く
崩
壊
し

や
す
く
、
山
腹
に
は
随
所
に
崩
落
が

見
ら
れ
る
。
明
治
一
七
年
に
は
天
竜

川
と
共
に
大
泉
川
も
大
洪
水
と
な
り
下
流
両
岸
に
大
災
害
が
発
生
し
、
昭
和
七
年

に
も
か
な
り
の
災
害
が
発
生
し
て
い
る
。
流
域
に
は
豊
か
な
田
畑
、
森
林
が
展
開

し
て
お
り
、
土
砂
流
失
に
よ
る
危
険
と
不
安
定
な
流
況
は
下
流
民
に
多
く
の
不
安

を
与
え
て
い
た
が
、
昭
和
四
年
大
泉
川
は
河
川
法
に
よ
る
準
用
河
川

に
加
え

ら

れ
、
同
二
四
年
こ
ろ
か
ら
下
流
か
ら
県
事
業
に
よ
り
両
岸
の
護
岸
工
法
と
し
て
堅

固
な
石
堤
が
築
造
さ
れ
始
め
、
同
三
五
年
ま
で
に
猪
子
芝
付
近
ま
で
ほ
ぼ
完
全
な

築
堤
が
行
な
わ
れ
た
。
昭
和
四
〇
年
に
大
泉
川
は
さ
ら
に
一
級
河
川
に
編
入
さ
れ

た
が
、
猪
子
芝
よ
り
上
流
、
大
泉
新
田
付
近
ま
で
の
間
の
護
岸
築
堤
は
い
ま
だ
に

で
き
て
い
な
い
。

一
方
で
、
上
流
よ
り
の
土
砂
流
出
を
防
止
す
る
た
め
、
大
泉
所
に
県
砂
防
事
業

と
し
て
砂
防
ダ
ム
の
建
設
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
砂
防
ダ
ム
は
、
昭
和
四
五
年
一
〇

月
よ
旦

二
か
年
の
工
期
で
六
億
八
五
〇
〇
万
円
の
費
用
を
投
し
て
、
同
四
八
年
一

〇
月
完
成
し
た
。
堤
高
三
一
ｍ
、
堤
頂
長
一
五
七
ｍ
の
直
線
重
力
式
の
コ
ン
ク
リ

Ｉ
ト
ダ
ム
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
下
流
地
域
の
人
命
財
産
の
被
害
を
未
然
に
防
止
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
共
に
、
堆
砂
で
ダ
ム
が
満
砂
に
な
る
ま
で
貯
え
ら
れ
た
水
を

利
用
し
て
田
畑
四
〇
ｈ
の
濯
漑
用
水
を
も
安
定
供
給
を
可
能
に
し
た
。

昭
和
二
〇
圭
二
〇
年
代
に
築
堤
さ
れ
た
下
流
両
岸
の
石
堤
も
、
そ
の
後
の
出
水

で
危
険
が
感
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
大
泉
川
下
流
砂
防
期
成
同
盟
会
が
結
成
さ

れ
、
こ
の
会
の
働
き
か
け
に
よ
り
、
新
た
に
下
流
か
ら
改
修
が
始
め
ら
れ
逐
次
改

修
が
進
め
ら
れ
っ
つ
あ
る
。

4釦



第１節　近世農民の生活と入会地

第
五
章
　
入
会
山
野
と
村
の
生
活

第

一
節
　

近
世
長
民

の
生
活

と
入
会
地

一
　
入
会
地
の
重
要
性

「
入
会
原
に
御
座
候
て
、

田

地
養

い
こ

い
草
刈
り
申
し
候
」
（
北
殿
区
有
文
言

、

「
田
畑
肥
し
は
入
会
山
野
に
て
草
刈
り
肥
し
に
仕
り
候
」
。（
田
畑
明
細
帳
）
こ

の
よ

う
に
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
田
々
畑
の
肥
料
は
山
野
の
刈
敷
、
お
よ

び
林
、

じ
よ
く

櫛

草

か
ら
作
ら
れ
る
厩
肥
が
主
体
で
あ

っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
三
圃
式
農
業
の
よ
う
に
休
閑
地
を
持

っ
て
地
力
維
持
を
図

る
方
法
と
違

っ
て
、
我
が
国
の
よ
う
に
毎
年
同
一
の
場
所
に
作
物
を
栽
培
し
、
し

か
も
永
続
し
て
生
産
力
を
維
持
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
多
量
の
施
肥
を
す
る
こ
と

が
絶
対
不
可

欠
の
条
件
で
あ

っ
た
。

一
反
歩
あ
た
り
の
刈
敷
の
使
用
量
は
少
な
く
て

Ｉ
〇
駄
、
多

い
場
合
に
は
三
〇

駄
を
入
れ
て

い
る
例
が
あ
り
、
畑
作
に
お

い
て
は
連
作
に
よ
る
地
力
の
減
退
が
顕

著
で
あ
る
か
ら
、
厩

肥
を
大
量
に
作
る
こ
と
は
当
時
の
農
民
の
重
大
関
心
事
で
あ

り
、
ま
た
努
力
点
て
あ

っ
た
か
ら
、
広

い
採
草
地
を
必
要
と

し

た
。
「
悪

地
場
所

に
て
御
座
候
故
、
抹
沢
山
御
座
無
く
侠
て
は
諸
作
生

い
立
ち
申
さ
ず
：
こ
（
北
殿
区

有
文
書
）
と
述
べ
て

い
る
の
は
、
こ

の
辺

の
事
情

を
述

べ
て
い
る
も

の
で

あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
農
民
に
と

っ
て
採
草
地
は
農
業
を
続
け
る
た
め
の
基
礎
で

あ

っ
て
、
採
草
地
な
く
し
て
は
農
業
は
成
立
し
な
い
と
い
う
の
が

実

態

で

あ
っ

た
。入

会
地
の
重
要
性
に
関

連
し
て
、
百

姓
持
林
・
草
場

の
実
態

も
み
て
お
こ
う
。

当

時

の
百

姓

持

林

・

草

場

の
保

有

状

況

を

一
部

の
村

に

つ

い
て

み

る

と

次

の
と

お

り
で

あ

る

。

△
南
殿
村

（
元
禄
一
三
年
）

百
姓
持
林
　

五
町
六
反

一
六
歩

〉
計
七
町
四
反

二
五
歩

百
姓
草
場
　

一
町
八
反
九
歩

一
戸
当
た
り
平
均
　

二
反

六
畝
一
五
歩

△
田
畑
村
（
元
禄
一
三
年
）

百
姓
持
林
　

七
町
五
反

二
畝
一
七
歩

〉
計
一
〇
町
三
反

四
畝
八
歩

百
姓
草
場
　

二
町
八
反
一
畝
二
一
歩

二
戸
当
た
り
平
均
　

二
反

四
畝
一
八
歩

△
神
子
柴
村

（
寛
政

六
年
）

百

姓
持
林
　

六
町
八
反
四

畝
四
歩

〉
計
八
町
二
反

四
畝
一
五
歩

百

姓
草
場
　

一
町
四
反
　

一
一
歩

一
戸
当
た
り
平
均
　

一
反

六
畝
○

五
歩

こ

れ

ら

の
百

姓

持

林

・

草
場

は

、
村

落

や

耕

地

の

周

辺

に

散

在

し

て

い
る

が
、

一

戸

当

た

り

の

保

有

面

積

は

林

と

草
場

を
合

わ

せ

て

一
反

六

畝

～

二
反

六

畝

程
度

で
、

と

う

て

い
多

量

に

必

要

と

す

る

刈

敷

や
、

一
年

中

牛
馬

に

与

え

る

抹

を
賄

え

る

面

積

で

は

な

い
。

ま

た

、

表

５
－

―
は
田

畑

村

の

林

野

の

保

有

状
況

を
段

階

別

に

示

し

た

も

の

で

あ

る

が
、

農

家
戸

数

の

ほ

ぼ
半

数

の
者

が
自

分

の

林
野

を
持

っ

て

い
な

い
の

で

あ

っ
て

、

こ

れ

ら

の

農

家

は

す

べ

て

入

会

林

野
に

頼

る

よ

り
外

に

方

法

が

な

い
の

で

あ

る

。

よ

っ
て

、

当

時

の
農

民

の
大

部

分

け

水
田

肥
料

と

し

て

の

刈

敷

お

よ

び
厩

肥

の

銘7



第 ５章　 入 会 山 野 と 村 の生 活

表5-1　 田畑村百姓林百姓 草場保有状況

（元禄13年百姓林草場改帳 …門屋文書より）

/ 林 草　場 林と草場

０

５畝以下

５畝 ～１反

１反 ～１反 ５畝

１反 ５畝～２反

２反 ～３反

３反 ～１町

１町 ～２町

２町以上

18戸

１０

４

４

３

１

１

１

26戸

８

３

２

２

１

19戸

５

３

８

３

１

１

１

１

計 42 42 42

原
料
と
な
る
林
・
裾
草
と
な

る
野
草
を
入
会
山
野
か
ら
得

て
い
た
と
い
え
る
。
こ
う
し

て
、
入
会
地
の
第
一
義
は
採

草
地
と
し
て
の
利
用
で
あ
っ

た
。
外
に
草
木
灰
の
原
料
の

供
給
の
場
で
も
あ

っ
た
か

ら
、
当
時
の
地
力
維
持
と
い

う
農
業
生
産
を
継
続
さ
せ
る

基
礎
と
な
る
場

所
で

あ
っ

た
。
幕
府
や
領
主
も
貢
租
の

徴
収
を
可
能
と
す
る
条
件
と
し
て
の
、
採
草
地
で
あ
る
入
会
地
に
対
す
る
関
心
が

深
く
、
近
世
初
期
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
貢
租
増
収
に
な
る
新
田
開
発
さ
え
、
直
接

本
田
の
施
肥
量
を
減
少
さ
せ
る
も
の
と
し
て
反
対
す
る
地
元
農
民
の
意
見
が
出
さ

れ
る
と
、
そ
れ
に
耳
を
傾
け
ざ
る
を
得
ず
、
切
添
え
に
よ
る
新
畑
仕
立
て
等
か
ら

生
ず
る
入
会
採
草
地
の
減
少
に
よ
っ
て
起
き
る
訴
訟
に
対
し
て
は
、
入
会
採
草
地

の
確
保
と
い
う
主
張
を
認
め
る
栽
断
を
し
て
い
る
場
合
が
多
い
な
ど
、
採
草
地
の

確
保
に
は
細
か
い
心
づ
か
い
を
し
て
い
る
。

入
会
地
の
利
用
は
、
採
草
地
と
し
て
の
利
用
の
み
で
な
く
、
外
に
も
農
民
の
生

活
と
深
く
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
農
民
の
住
居
の
建
築
又
は
補
修

の
材
料
と
し
て
の
用
材
、
橋
、
水
路
、
川
除
け
工
事
等
村
普
請
に
必
要
な
用
材
、

藤
蔓
等
の
資
材
の
供
給
さ
れ
る
場

所
で
あ
り
、
屋

根
材
料
と
し
て
の
萱
も
ほ
と
ん

ど
入
会
地
の
萱
山
か
ら
刈
り
取
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
入
会
地
は
長
民
の
日
常
生
活
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
燃
料
の
供
給
場

所
で
あ
っ
た
。
入
会
権
を
持
っ
た
住
民
た
ち
は
、
冬
の
コ

ー月
か
ら
翌
春
の
四
月

こ
ろ
ま
で
薪
山
に
出
か
け
枯
木
や
枯
枝
等
を
採
集
し
、
ま
た
松
の
落
葉
な
ど
を
掻

き
集
め
て
き
て
、
家
の
近
く
に
積
み
、
あ
る
い
は
ご
み
屋
に
積
み
込
ん
で
お
き
一

年
中
の
い
ろ
り
や
か
ま
ど
で
焚
く
燃
料
と
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、「
牛
馬
飼
場
」
と
い
う
入
会
地
名
が
示
す
よ
う
に
、
文
字
通
り
牛
馬

の
放
牧
飼
育
が
行
わ
れ
た
り
、
山
菜
や
木
の
実
の
採
取
の
場
所
で
も
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
山
菜
や
木
の
実
や
き
の
こ
な
ど
は
農
民
の
食
生
活
に
う
る
お
い
を
与
え
る

の
み
で
な
く
、
凶
作
の
年
に
は
「
百
姓
給
物
一
切
こ
れ
無
く
、
初
春
よ
り
木
の
根

を
掘
り
、
諸
草
の
青
味
を
待
ち
兼
ね
当
日
送
り
に
申
し
…
」
と
い
う
よ
う
に
、
農

民
の
飢
え
を
し
の
ぐ
食
物
の
供
給
を
し
て
く
れ
る
場
所
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

入
会
地
は
、
そ
こ
か
ら
流
れ
出
る
谷
川
や
湧
水
を
飲
用
水
、
ま
た
は
濯
漑
用
水

と
し
て
利
用
し
得
る
村
落
に
よ
っ
て
入
会
利
用
さ
れ
る
場
合
が
通
例
で
あ
っ
て
、

入
会
地
は
水
源
涵
養
と
い
う
重
要
な
意
味
も
持
っ
て
い
て
、
入
会
地
の
利
用
は
昔

か
ら
こ
の
点
に
つ
い
て
充
分
な
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
資
料
に
も
多
く
残

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
入
会
林
野
は
農
業
生
産
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ

だ
け
で
な
く
、
消
費
生
活
全
般
に
わ
た
っ
て
は
か
り
し
れ
な
い
っ
な
が
り
を
持
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

二
　

入
会
の
成
立
と
入
会
権
の
確
立

入
会
と
は
、
一
定
の
地
域
に
住
む
農
民
が
古
く
か
ら
の
慣
習
上
の
権
利
に
基
づ

い
て
、
定
め
ら
れ
た
山
地
や
原
野
に
入
り
会
っ
て
一
定
の
約
束
に
従
い
、
そ
の
木

や
柴
草
等
を
採
取
す
る
こ
と
を
言
い
、
そ
の
収
益
権
を
「
入
会
権
」
と
い
う
。
そ

の
よ
う
な
入
会
採
取
の
行
な
わ
れ
て
い
る
林
野
牡
入
会
山
、
あ
る
い
は
入
会
野
と

呼
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
な
入
会
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
、
そ
し
て
、
入
会
権
が
ど
の
よ
う
に

し
て
確
立
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

古
代
律
令
制
社
会
に
お
い
て
は
、
山
野
は
国
有
で
あ
る
が
、
各
人
の
自
由
な
利

招2
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用

に
ま

か
さ
れ
て
お
り
、
農
民
は
そ

の
山
野

の
入
会
的

利

用

が

許

さ

れ

て

い

た
。
荘
園
制
社
会
に
お

い
て
は
、
山
野
も
荘
園
的
領
有
の
対
象
と
な
り
、
し
だ

い

に
私
有
化
さ
れ
耕
地
と
連
関

し
て
利
用

さ
れ
る
関

係
が
生
ま
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

林
野
は
耕
地
の
従

属
物
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
当
地

は
蕗
原

庄
と
な
り
耕

地
と
共
に
付
近

一
帯

の
林
野

も
そ
の
領

主
の
領
有

と
な
っ
た
と
思

わ

れ
る
が
、
人

口
も
少

な
く
耕

地
面
積

も
少

な
か
っ
た
こ
の
時
代

で
は
、
農
民

の
林

野

の
利
用

は
、

か
な
り
自
由

な
も

の
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
し

か
し
、
守
護

地
頭

が
設
置

さ
れ
て
そ
の
勢
力

が
し

だ
い
に
伸
長
し
、
地
頭
請
負
、
下
地
中
分

と

い
う
よ
う
な
形
で
荘
園
領
主

の
土
地

は
押
領

さ
れ
て
い
き
、
や
が

て
武
士

の
支
配

す

る
社
会
に
な

っ
て
く
る
。
鎌
倉
時
代
中
期
以
降

は
、
箕
輪
郷

は
藤
沢
氏

が
下
地

を
管
掌
し
、
代

々
そ

れ
を
伝
承
し

て
い
た
。
そ

の
配
下
と
し
て
そ

れ
ぞ
れ
の
地
に

小
土

象
や
有
力
名
主
層
が
存
在
し

た
で
あ

る
う
と
思

わ
れ
る
。
小
土

象
や
有
力
名

主
層

た
ち
は
武
士
化
し

て
広

い
土
地
を
持
ち
、
隷
属
民
を
使

っ
て
地
主
手
作
り
経

営

を
し
て

お
り
、
そ

の
経
営
に
必
要
な
採
草
地
と
し
て

か
な
り

の
分
付
山
、
あ
る

い
は
地
付
山
と

い
わ
れ
る
も

の
を
持

っ
て

い
た
と
考
え
ら

れ
て

い
る
。
従
属
民
は

そ

の
従
属
関
係
に
従

っ
て
分
付
山
々
地
付
山
を
個
別
的
に

Ｉ
定

の
わ
く
内
で
利
用

し
て

い
た
。
こ
れ
以
外

の
余

っ
た
広
大
な
山
野
は
惣
山
と
し
て
村
中
に
在
住
の
無

高
、
水
呑
み
等

の
百
姓
も
入
会
山
と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。

こ

の
よ
う
に
し
て
、
し

だ
い
に
入
会
山
野
が
生
ま
れ
て
き
た
と
考

え

ら

れ

る

が
、
「
北
沢
山
の
儀
御
領
分
村
々
入
会
い
前
々
よ
り
相
互
自
由
仕

り

候
」
、
「
南
沢

の
儀
古
来
よ
り
私
共
村

々
入
会

い
…
」
、
「
往
古
よ
り
北
沢
、
南
沢
両
山
相
互
に
同

様
に
入
り
来
り
申
し
候
所
…
」
、
「
前

々
村

々
申
し
伝
え
を
以

っ
て
申
し
上
げ
候
儀

に
付
き
入
会
と
申
す
証
拠
書
物
も
こ

れ
無
く
候
：
こ
（
以
上
北
殿
区
有
文
書
）
と

い
う

よ
う
に
、
往
古
よ
り
の
慣
習
で
あ

っ
て
、

い
つ
ど
の
よ
う
に
入
会
権
が
成
立
し
た

か
と

い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
律
令
制
社
会
こ
ろ
ま

で
山
野
や
藪
沢
は
そ
の
土
地
の
人
々
の
自
由
な
利
用

が
で
き
た
も
の
が
、
土
地
の

私
的
領
有
の
進
展
、
人
口
密
度
の
増
大
に
つ
れ
て
、
し
だ

い
に
山
野
の
利
用

に
制

限
が
加
え
ら
れ
て
く
る

わ
け
で
あ

っ
て
、
そ
の
過
程
の
中
で
入
会
山
野
や
入
会
権

が
逐
次
成
立
し
て
き
た
も
の
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
般
の
入
会
権
の
成
立
は
右
の
よ
う
に
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
真
虫
平

抹
野
（
中
野
原
の
一
部
）
に
つ
い
て
は
、
入
会
権
成
立
に
つ
い
て
の
資
料
か
お
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
文
禄

の
こ

ろ
（
一
五
九
一
丁

九
六
）
沢
尻
村
が
亡
村

に

な
っ
た

と
き
、
そ
の
土

地
を
飯
田
城

主
京
極

修
理
亮

か
ら
隣
郷

の
百

姓
に
出
作
を
仰

せ
っ

け
ら
れ
た
。
そ
の
と
き
隣
郷

の
百

姓
が
願

い
出

て
、
真

虫
平
林
野

へ
の
入
会

を
許

さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
」
（
寛
文
九
年
御
目
安
返
答
書
　
南
殿
酒
屋
文
書
）
と

あ

る
。

こ
れ
は
亡
村

に
な
っ
た
沢
尻

の
土

地
の
出

作
を
命

じ
ら
れ
た
の
を
機
会
に
、
今

ま

で
入
り
会
っ
て
い
な
か
っ
た
林
野
に
入

り
会

う
権
利

が
認

め
ら
れ
た
と

い
う
こ

と

で
、
入
会
権
成

立
の
珍
し

い
例
で
、
一
般
に

は
入
会

の
由
来

は
漠
然

と
し

た
も

の

が
多

い
。

近
世
初
期
、
林
野
に
対

す
る
領
主
権
確

立
の
た
め
の
努
力
が
行

な

わ

れ

て

い

る
。
そ
れ
は
、

次
の
よ
う
な
形

で
進
め
ら
れ
た
と

い
わ
れ
る
。

１
　
地
方
地
行
者
の
林
野
の
知
行
を
否
定
す
る
こ
と
。

２
　
林
野
の
全
面
的
蔵
入
れ
地
化
の
も
と
に
、
次
の
二
つ
に
分
け
る
。

イ
　
農
民
の
利
用
地

口
　
農
民
の
利
用
を
禁
止
す
る
林
野
（
御
立
山
・
御
立
林
）

こ

の
揚
合
、
一
挙
に
慣
習
を
改

め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
長
民
利
用

地

の
中
で
地

付
山
、
分
付
山
等

の
村
落
上
層
（
旧
名
主
層
）
の
個
別
利
用

地
を
農
民
か

ら

の

書

き
上
げ
で
認

め
る
と

い
う
実
態
に
即

応
し
た
方
策
を
採
ら

ざ
る
を
得
な
か

っ
た
と

い
わ
れ
て

い
る
。
（
古
島
敏
雄
著
『
封
建
農
業
史
』
）
し
か
し
て
、
農
村
内
部
に

お

い

て
は
従
属
農
民
が
自
立
化
し
て
小
農
生
産
が
確
立
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ら
小

農
等
に
よ
る
山
野
利
用

権
の
要
求
が
強
ま

っ
て
く
る
と
共
に
、
し
だ
い
に
村
中

入

会
の
制
度
が
強
化
さ
れ
て
来
た
よ
う
で
あ
る
。
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こ
う
し
て
、
永

い
間

の
慣
習
上

の
入
会
利
用

が
入
会
権

と
し
て
確

立
し

て
く
る

の
で
あ
る
が
、

林
野
の
領
主
権

の
確
立
と
共
に
入
会
権

も
、
単

な
る
事
実
上

の
慣

習

と
し
て
だ
け
で
な
く
、

領
主
権

の
認

定
し
た
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、

山
論
に
お
け
る
裁

定
と
い
う
形

で
認
定

さ
れ
た
も
の
と
な
り
、

あ

る

い

は

山
手

（
山
年
貢
）
野
手
（
野
年
貢
）
の
納
入
と

い
う
形

で
、

領

主
や

幕
府
か
ら
正
式
に
入

会
権
を
認
定
さ
れ
た
も
の
と
す
る
、
な
ど
で
あ
る
。

百

姓
持
林
、
同

草
場

に
つ
い
て
は
元

禄
一
一
年
（

二
（

九
八
）
当

地
方

は

領

主

板
倉
頼
母
代

に
一
斉

に
検

地
が
行

な
わ
れ
て
、

そ
れ
以
来

山
年
貢
、
草
場
年
貢

を

納
入
す
る
よ
う
に

な
っ
た
が
、
入

会
山
野
に

つ
い
て
は
年
貢

を
納
入
し

て
い
な
か

っ
た
。
こ
れ
は
、

山
野
に

は
耕
地

の
検

地
に
相
当

す
る
過

程
が
存
在
し

な
い
の
が

普
通

で
あ
宍

領

主
の
側

か
ら
み
た
山
野

は
貢
租

を
納

め
る
田
地

の
肥
料
供
給
源

と
し
て
の
採
草
地

で
あ
り
、

ま
た
、
百

姓
の
消
費

生
活

の
た
め
の
各
種
必
需
品

の

供
給
源

で
あ
っ
て
、
用
材

の
伐
採

を
制
限

し
て
お
り
、
百
姓

が
そ
こ

か
ら
販
売
収

入

を
得

る
場
所

と
は
考
え

て
い
な

い
。
し

た
が
っ
て
、
耕
地

の
よ
う
に
課
税

の
対

象

と
は
考
え

な
か
っ
た
た
め
で

あ
ろ
う
。

と
こ

ろ
が
、
宝
暦

七
年
（
一
七
五
七
）
急
に
入
会
山
野

の
水
帳

が

作

ら

れ
、
翌

八
年

か
ら
山
年
貢
、
野
年
貢

の
納
入

を
す

る
こ
と
に
な
り
、
次

の
よ
う
な
文
書
が

代
官
所
に
出

さ
れ
て
い
る
。

△
入
会
株
場

の
事

一
、
大
芝
原
一
か
所
　

入
会
惣
地
元
　

百
八
拾
壱
町
歩
程

米
一
斗
八
升

神
子
柴
村
・
田
畑
村
・
南
殿
村
・
北
殿
村
・
大
泉
村
・
同
新
田

羽
広
村
・
大
萱
村
・
南
殿
村
・
北
殿
村
・
久
保
村
（
注
　

後
の
三
か
村
は
太
田

知
行
所
分
）

二

三
本
木
原
　

入
会
総
地
元
　

凡
そ
弐
拾
町
歩
程

米
二
升

神
子
柴
村

・
田

畑
村

・
南
殿
村

・
北
殿
村

・
大
泉
村
・
同
新
田

・
大
萱
村

上

戸
村
・
中
条
村
・
与
地
村
・
久
保
村

・
南
殿
村

・
北

殿
村
（
注
　
同
前
）

一
、
中
野
原
　

入

会
箕
輪

（
領
）
　

凡

そ
百
弐
拾
町
歩
程

米
壱
斗
弐
升

大

萱
村
・
上
戸
村
・
中

条
村
・
与
地
村
・
神
子
柴

村
・
田

畑
村
・
南
殿
村
・
北

殿
村
・
大

泉
村
・
同

新
田

・
久
保
村
・
北
殿
村
・
南
殿

村
（
注
　
同

前
）

高
遠
領

…
御
園
村
・
山
寺
村

・
西
伊

那
部
村

・
東
伊

那
部
村
・
狐
島

村

二

上
ゲ
溝
原
　

入
会
総
地
元
　

弐
拾
町

歩

米
弐
升

神
子
柴

村
・
田

畑
村
・
南

殿
村

・
北

殿
村
・
大

泉
村
・
同

新
田
・
羽

広
村
・
上

戸
村

・
中

条
村
・
与

地
村

・
大

萱
村
・
久
保
村
・
南
殿
村
・
北

殿
村

（
注
　
同

前

）

右
入

会
株
場

の
儀

此
度

御
吟
味
に
付

き
、
御
年
貢
仰
せ
付

け
ら

れ
候
に
付

き
右
の
通

り

書
付

け
差

し
上

げ
候
。
箕
輪
領

の
儀
悪
地
場
所
に
御
座
候
故
、
株
沢

山
に
御

座
無
く
候

て
は
諸
作

生
い
立
ち
申

さ
ざ
る
場
所
に
御

座
候
て
、
御
慈

悲
を
以

っ
て
右
書
付

け
指

し

上
げ
申
し
候
通
り
の
御

年
貢

に
て
仰
せ
付

け
下

さ
れ
置

き
候
様
願

い
上

げ
奉

り
候

。
以

上

宝
暦

七
年

丑
十
月

△
入
会
薪
山

の
事

（
内
容
略
）

宝
暦

七
年
丑
十
月

信
州
伊
那
郡
箕
輪
領
大

泉
村
　

名

主
五
郎

左
衛
門

″
　

与
頭

伝
左
衛
門

″
　

百

姓
代

（
以
下
村
名

の
み
記
入
）
大

泉
新
田
・
大
萱
北
割

・
同
南
割

・
北
殿

・
南

殿

・
与
地

・
上
戸

・
中

条
・
吹

上
・
田
畑

・
神

子
柴

（
千
桐

屋
文
書
）
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さ
ら
に
、
村

々
か
ら
代
官
所

へ
差
し
出
し

た
書
付
け
に
基

づ
い
て
仰
せ
付
け
ら

れ
た
年
貢
高

を
記
入
し

た
請
書
と
思

わ
れ
る
次

の
資
料
が

あ
る
。

入
会
山
御
年
貢

御
射
山
　
　
　

七
拾
町
歩

北
沢
山
　
　
　

弐
百
町
歩

中
野
原
　
　

百
弐
拾
町
歩

蔵
鹿
山
　
　

百
七
拾
町
歩

三
本
木
原
　
　

弐
拾
町
歩

上
ゲ
溝
原
　
　

弐
拾
町
歩

矢

ノ
南

入
り
　
　

五
町
歩

大

泉
所
　
　

百

五
拾
町
歩

牛
馬
飼
場
　

弐

拾
弐
町
歩

此

の
年
貢
米

μ　　 μ　 μ　　 μ　　 μ　　 μ　　 μμ

七
升

弐
斗

壱
斗
弐
升

壱
斗
七
升

弐
升

弐
升

五
合

壱
斗
五
升

弐
升
弐
合

右

は
、
入
会
山
原
野
御
検

地
仰

せ
付

け
ら
れ
、
名

主
組
頭
長
百

姓
立
合

い
取
調

べ
差
し

上

げ
奉

り
候
。
此
の
度
を
以
て
御
年
貢
仰
せ
付

け
ら
れ
畏
み
奉

り
候

。

宝
暦

七
丑
年
十
二
月

以
上
触
元
神
子
柴
村
名
主
孫
市
　

大
泉
村
名
主
　

五
郎
左
衛
門

大
萱
村
名
主
　

六
郎
左
衛
門
　

大
泉
新
田
村
名
主
　

伝
蔵

田
畑
村
名
主
　

彦
市
　
　
　
　

北
殿
村
名
主
　

左
右
衛
門

上

戸
村
名
主
　

源
右
衛
門
　
　

久
保
村
名
主
　

源
右
衛
門

南
殿
村
名
主
　
作

左
衛

門
　
　

与

地
村
名
主
　
忠
右
衛
門

布
施
弥
一
郎
様
御
役
所

（
中
宿
文
書
）

こ

の

よ

う
に

入
会

山
野

の
検

地

は
、

検

地

役

人

が
来

て

山
野

を
実

測

し

て
年

貢

を
決

定

し

た

の
で

は

な

く
、

各

村

の
名

主

・

組

頭

・

長

百

姓

立

合

い
で

取

調

べ
を

行

な

い
、

そ

の
結

果

を
役

所

へ
報

告

す

る
と

い
う

略

式

の
方

法

を

採

っ
て

お

り
、

年

貢

高

は
林

野

一
町

歩

に

米

一
合

の
割

合

で

課

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

の

で

あ

る

。

こ

れ

に

よ

っ
て

、

こ

こ

に

名

を

連

ね

た

村

々

は

正

式

に

該

当

の

林

野

に

入

会

う

権

利

を

認

定

さ

れ

た

こ

と

に

な

っ
た

わ

け

で

あ

る

。

こ

の
検

地

に

よ

り
、

今

ま

で

の
慣

習

上

の
入

会

の
権

利

が
、

法

に

よ

る
入

会

権

に

も

そ

の
ま

ま

認

定

さ

れ

た

わ
け

で

あ

る
が

、

そ

の
確

定

を

め
ぐ

っ
て

い

く

つ

か

の
山

論

が

発

生

し

て

い
る

。

ま

た

、

入

会

権

の

確

保

と

将

来

へ

の

保

証

を

め

ざ

し

て

、

次

の
よ

う

な

興

味

あ
る

資

料

が

残

っ
て

い

る

。

恐
れ
乍
ら
書
付
け

を
以
て
願

い
上
げ
奉
り
候

当
御
領
分
村

々
の
内
入
方
地
元
南
沢

の
儀
、
古
来

よ
り
私
共
村

々
入
り
会

い
、
御
料
所

箕
輪
領
地
元
北
沢
山

の
儀
、
是
又
御
領
分
村

々
入
会

い
来
且

朗
々
よ
り
相
互
自
由
仕
り

来
り
申
し
候
。
然

る
所
御
料
北
沢
山

の
儀
、
当
年
よ
り
山
御
年
貢
仰
せ
付
け
ら
れ
御
領

分
入
会
村
々
よ
り
飯
島
御
役
所
へ
御
年
貢
上
納
致
さ
れ
候
に
付
き
、
私

共
村
々
よ
り
も

御
領
分
南
沢
山
御
年
貢
多
少
に
依
ら
ず
御
上
納
仕
り
度
く
存

し
候

。
相

応
御
年
貢
仰

せ

付

け
下

し
置
か
れ
候
様
願
い
上
げ
奉
り
候
。
往
古
よ
り
北

沢
南
沢
両

山
相
互
同
様
入

り

来
り
申
し
候
所
、
南
沢
ば
か
り
御

年
貢
御

上
納
御

座
無
く
候

て
は
御
支
配
違

い
の
儀

に

つ
き
、
若

し
末
々
に
至
り
入

り
会

い
差
障
り
等

の
儀

も
出
来
仕

り
候
て

は
難
儀
仕
り
候

に
付

き
、
何

と
ぞ
御
年
貢
当
年

よ
り
私
共
村

々
よ
り
御
上
納
仰
せ
付
け
下
し
置
か

れ
候

様
願

い
上

げ
候

。

宝
暦

八
年
寅

九
月

布
施
弥
一
郎
代
官
所
伊
那
郡
箕
輪
領

久
保
村
・
塩
ノ
井
村
・
北
殿
村
・
南
殿
村
・
田

畑
村
・
大

泉
村
・

内
藤
大
和
守
様
　
　

与
地
村
・
中
条
村
・
上
戸
村
・
大

萱
村
・
大
泉
新
田
村

御
奉
行

所
　
　

各
村
名
主
名
略

（
北

殿
区
有
文

書
）

こ

れ

は

、

箕

輪

領

の
北

沢

山
、

高
遠

領

の
南

沢

山

は
、

箕

輪

領

の
村

々
、

高

遠

頒

の
村

々

が
相

互

に

自

由

に

入

り
会

っ

て
来

た
所

で

あ

る

。
と

こ

ろ
が

宝

暦

八
年

よ

り
山

手

年

貢

を

納

め

る

こ
と

に

な

り
、

箕

輪

頷

北

沢

山

の
年

貢

は
高

遠

領

の
村

々

か
ら

飯

島

役

所

に

上

納

し

た

の

だ

か
ら

、

私

ど

も

箕

輪

領

の
村

々
も

南

沢

山

の

年

貢

を

高

遠

御

役

所

に

上

納

し

た

い

の
で

、

年

貢

を

多

少

な

り

と

も

申

し
付

け

て

超5
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欲
し
い
。
も
し
北
沢
山
の
年
貢
は
高
遠
領
の
村
々
が
納
め
、
南
沢
山
の
年
貢
を
箕

輪
領
の
村
々
が
納
め
な
い
で
い
て
は
、
御
支
配
が
違
う
こ
と
で
も
あ
り
、
後
日
に

な
っ
て
南
沢
山
に
箕
輪
領
の
村
々
が
入
り
会
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
は
村
々

が
難
儀
す
る
か
ら
、
年
貢
を
上
納
す
る
よ
う
仰
せ
付
け
て
く
だ
さ
い
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
の
願
い
は
高
遠
御
役
所
に
容
れ
ら
れ
て
箕
輪
領
八
か
村
で
未
弐
斗
七
升

九
合
五
勺
を
上
納
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
年
貢
を
上
納
す
る
こ
と
で
入
会
権
を

公
認
し
て
も
ら
い
、
後
々
ま
で
そ
れ
を
保
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
に
付
随
し
て
、
南
沢
山
の
年
貢
を
米
納
に
し
た
い
と
願
い
出
し
た
と

こ
ろ
、
米
納
の
場
合
は
地
元
村
に
納
め
、
領
収
書
は
地
元
村
か
ら
出
る
こ
と
に
な

る
と
申
し
渡
さ
れ
た
。
箕
輪
領
の
村
々
と
し
て
は
後
々
の
証
拠
と
な
る
よ
う
高
遠

藩
役
所
か
ら
の
領
収
書
を
と
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
高
遠
藩
役
所
へ
直

接
金
納
す
る
こ
と
に
し
た
資
料
が
残
っ
て
い
る
。
い
か
に
当
時
の
村
役
人
が
入
会

権
の
確
保
に
熱
心
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。

三
　

南

箕

輪

に

関

係

あ

る

入

会

山

野

入

会

の
林

野

に

は

次

の
よ

う

な

形

態

の
も

の
か

お

る

。

①
個
人
所
有
地
へ

の
入
会

い
：
一
分
付
山
、
地
付
山
等
へ

の
従
属
農
民

の
入
会
い
。

②
村
中
入
会

い
・
上

村

の
住
民

だ
け

の
入
会
い
。
（
内
山
、
内
野
、
内
原
等
と
呼

ん

で

い
た
。）

②
村

々
入
会

い
…
数
ヶ
村

の
村

々
住
民

の
入
会

い
。

④
御

立
山
・

立
野
等
に
対

す
る
入
会

い
。

本

村

内

に

お

い

て

は
①

の
分

付

山

等

は
中

世

や

近

世

初

期

に

は
存

在

し

た
と

思

わ

れ

る

が
資

料

が

な

く
不

明

で

あ

る

。
②

の
内

山

内

原

等

は
、

例

え

ば
神

子

柴

村

の
春

日
道

下

の
鉢

落

窪

原

（
一
五
町
歩
）
、

鳥

居

原

（
一
二
町
歩
）
、

田

畑

村

の
春

日

道
下

の
小

坂

原

（
二
〇
町
歩
）
、

前

宮

原

（
一
五
町
歩
）

等

が

そ

れ

で

あ

り
、

現

在

も
田

畑

区

に

は
内

原

と

い

う
字

名

が
残

っ

て

い

る

。

各
村

々
多

少

な

り
内

原

が

あ

つ
て

、

そ

の
村

住

民

の
惣

入

会

で

あ

っ
た

が

、

そ

の
面

積

は
大

き

く

な

い
。

④

の

御

立

山

・
立

野

に

つ

い
て

は
、

各

村

明

細

帳

に

「

御

林

、

立

野

等

一

切

御

座

無

く

候

」
、
「
御

林

御

座

無

く

候

」

と

あ

り

、

刈

敷

の
刈
取

記

録

の
中

に

「

立

山

に

て

三

六

駄

」

と

い
う

記

述

が

あ

る

が

、

他

に

立

山

や

立

野

に

関

す

る

記

録

は

全

く

な

く
、

こ

の
地

に

は
立

山

、

立

野

は
無

か

っ

た
と

考

え

た

い

。
し

た
が

っ

て
、

当

地

に

お
け

る
入

会

地

の
主

体

は
③

の
村

々
入

会

い

の
入

会

地

で

あ

る

。

入

会

地

は
前

述

の
通

り
農

業

生

産

及

び
農

民

の
消

費

生
活

に

と

っ

て
極

め

て
大

切

な
場

所

で

あ

る

か

ら
、

入
会

権

の
確

保

は
村

役

の
極

め

て
重

要

な
任

務

で

あ

っ

た

の

で

あ

ろ

う

。
村

の
明

細

帳

に

は

ど

の
村

も
多

く

の
頁

を
割

い

て

こ

れ

を
記

録

し

て

い

る

。

そ

れ
ら

の
資

料

に

基

づ

い

て
本

村

関

係

入

会

地

を
列

挙

す

る

と
次

の

よ

う

で

あ

る

。

△
入
会
株
場

二

大

芝

原
　

面

積
百

八
拾
壱
町
歩

程
　
　

野
手
米
　

壱
斗

八
升

入
会
総
地
元
　

入
会
村
々
　

神
子
柴

・
田
畑
・
南
殿
・
北

殿
・
久
保

大

泉
・
大

泉
新
田
・
大
萱
・
羽

広

一
、
三
本
木
原
　

面
積
凡
そ
弐
拾
町
歩
程
　
　

野
手
米
　

弐
升

入
会
総
地
元
　

入
会
村

々
　
神
子
柴

・
田
畑
・
南
殿
・
北
殿
・
久
保

塩
ノ
井
・
大
泉
・
大
泉
新
ｍ

・
上
戸

・

中

条
・
与
地

・
大
萱

一
、
中

野

原
　

面
積
百
弐
拾
町
歩
　
　
　
　

野

手
米
　

壱
斗
弐
升

地
元
神
子
柴
村
入
会
村

々
　
大
萱

・
上

戸
・
中
条
・
与
地
・
神
子

柴

・
田
畑

・
南
殿

・
北
殿

・
久

保
・
塩

ノ
井
・
大

泉
・
大

泉
新
田

高
遠
領
・：
御
園

・
山
寺
・
西
伊

那
部

・
東
伊

那
部

・
狐
島

一
、
上
ゲ
溝
原
　
面

積
弐
拾
町
歩
　
　
　
　
　

野
手
米
　

弐
升

入
会
総
地
元
　

入
会

村
々
　
　
　
　

神
子
柴

・
田

畑
・
南
殿

・

北

殿

・

久

保
・
塩
ノ
井

・
大

泉
・
同

新

田

・

上

戸
・
中
条
・
与
地
・
大
萱

4 部
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-

て

牛
馬
飼
場
　

面
積
弐
拾
弐
町
歩

地
元
上

戸
　
　

入
会
村

々

ｒ
　

＆

。］

ｊ

原
　

面

積
（
記
載

な
し
）

八
か
村
総
地
元
　

入
会
村

々

△
入
会
薪
山

一
、
大

泉

所

面
積
凡
百
五
拾
町
歩

地
元
大
泉
村
　

入
会
村

々

一
、
蔵

鹿

山
　
面
積
百
七
拾
町
歩

-

蔵
鹿
山
の
内

矢
ノ
南

入
り
　

面
積
五
町
歩

野
手
米
　

弐
升
弐
合

上

戸
・
中
条
・
与
地
・
梨

ノ
木

・
南
殿

北
殿
・
羽

広
・
大
萱
・
神
子
柴

（
外
に

大
泉
・
同
新
田
・
田
畑
・
久
保
を
加
え

る
）

野
手
米

北

殿
・
久
保
・
南

殿
・
田

畑
・
吹
上

大

泉
・
同
新
田
・
大

萱
（
外
に
木
下

中
曽
根
新
田
・
富
田
入
会

い
）

山
手
米
　

壱
斗
五
升

大
泉
・
同
新
田
・
中
曽
根
新
田
・
吹
上

羽

広
・
大

萱
・
神
子
柴

・
田

畑
・
南
殿

北
殿

・
久

保
・

富
田

山
手
米
　

壱
斗

七
升

地
元
羽
広

（
総
地
元
）
村
入
会
村

々
　
羽
広
・
大
萱
・
大
泉
・
同
新

田
・
神
子
柴
村
・
田
畑
・
南
殿
・
北
殿

入
会
村
々

て

御

射

山
　
面
積
凡
七
拾
町
歩

地
元
与
地
村
　
入
会
村
々

一
、
北

沢

山
　
面
積
几
弐
百
町
歩

箕
輪
領
総
地
元
入
会
村
々

山
手
米
　
五
合

羽
広
・
大
萱
・
神
子
柴
・
大
泉
・
同
新

田
・
田
畑
・
南

殿
・
北

殿
・
梨

ノ
木

（
外
に
中
条
村
殿
屋
敷
を
加
え
邑

山
手
米
　
七
升

与
地
・
中
条
・
上
戸
・
大
萱
・
北
殿
・

南
殿
・
田
畑
・
神
子
柴
・
久
保
（
外
に

大
泉
・
大
泉
新
田
を
加
え
る
）

山
手
米
　
弐
斗

与
地
・
中
条
・
上
戸
・
大
萱
・
大
泉

同
新
田
・
北
殿
・
南
殿
・
田
畑
・
神

子
柴
・
久
保

高
遠
領
・：
御
園
・
山
寺
・
西
伊
那
部
・
束
伊
那
部
・
狐
島

一
、
南

沢

山
　
面
積
几
弐
百
町
歩
　
　
　
　
山
手
米
　
弐
斗

（
神
名
沢
、
寺
社
平
を
含
む
）

地
元
荒
井
　
　
入
会
村
々
　
御
園
・
山
寺
・
西
伊
那
部
・
東
伊
那
部

狐
島

箕
輪
領
…
与
地
・
中
条
・
上
戸
・
大
萱
・
大
泉
・
同
新
田

北
殿
・
南
殿
・
ｍ

畑
・
神
子
柴
・
久
保

（
千
桐
屋
文
書
）

こ

の
中
で
地
元
村
と

い
う

の
は
、
林
野
に
対
し
て
地

の
利

を
占

め

て

い

た

村

呈

と
し
て
山
付
き
の
村
）
、
ま
た
は
、

実
際
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
入
会
地
に
独
自

の

工

作
を
施
し
て
優
位
な
使
用

権
を
得
て
来
た
村
が
慣
行
と
し
て
確
認
さ
れ
、
そ
の

慣
行

の
継

続
が
地
元
村

と
し
て
認

知
存

続
を
し
て
き
た
も
の
で
、

山
手
米

等
を
そ

の
地
元
村
に
集

め
て
納
入

す
る
場
合
も

あ
っ
た
。
ま
た
、
入
会

の
村

々
は
時
代
に

よ

っ
て
多
少
異
な
り
、
山
論
等

の
結
果
後

か
ら
入
会

い
が
認

め
ら

れ
た
も

の
か
お

る

。
前

の
記
載
で
入
会

の
村

々
を
並

べ
た
後
に
「
外
に
」
と
し
て
村
名
が
記
入
さ

れ
て

い
る
も

の
は
、
後
か
ら
入
会
権
が
認
め
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
な
お

面
積
は
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
検

地
の
際
に
入
会
村

々
役

人
立
合

い
取

調

べ

に

よ
っ
て
差

し
出

し
た
面
積

で
、
江
戸
時
代

を
通
じ
て
こ
の
面
積

と
な

っ

て

い

る

が
、
実
際

の
面
積

は
こ
れ
よ
り
か
な
り
広
い
。

明
治
に
な

っ
て
地
租
改
正
が
行

な
わ
れ
、
明
治

八
年
、
入
会
林
野

は
民
有
地
二

種
と
し
て
入
会

い
が
継
続
さ

れ
た
が
、
そ

の
時

の
入
会
地

の
略
図
を
示
す
と
図
５

－

１

の
よ
う
で
あ
り
、
面
積
は
次

の
よ
う
に
ほ
ぼ
実
態
に
近
く
な

っ
て

い
る
。

北
　
　
原
　
四
一
町
四
反
　
　
　
　
大
　
　
芝
　
　
三
五
〇
町
二
反
八
畝

二
町
四
方
　
四
町
八
畝
　
　
　
　
　
三
本
木
原
　
　
六
〇
町
七
反
三
畝

中

野

原
　
三
〇
五
町
二
反
八
畝
　
上
ゲ
溝
原
　
　
二
五
町
七
反
七
畝

上
ゲ
溝
原
　
四
六
町
六
反
七
畝

4訂
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第５章 入会山野と村の生活

牛
馬
飼
場

蔵

鹿

山

二
三
町

六
畝

三

六
〇
町

北
沢
山
　
一
七
二
八
町

劈

錆

竹

二
八
町
荒

南
沢
（
づ
心

ヰ
を
含

む
）
一
六
五

七
町
二
反
　

大
泉
所
　

八
六
四
町

御

射

山
　
四
八
三
町
九
反
一
畝

注
（
北
原
は
明
治
四
年
分
割
後
の
面
積
で
あ
亘

四
　

入
会
山
野
の
利
用
の
定
め

入
会
山
野
が
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
た
か
を
み
る
と
、
江
戸
時
代
初
期
の
段
階

で
は
資
料
に
乏
し
く
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
か
な
り
自
由
な
入
会
地
利
用
が
行

な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
人
口
密
度
の
増
大
と
共
に
中
期
以
降
に
な
る
と
入
会
地
の
利
用
に

つ
い
て
各
種
の
制
限
が
生
ま
れ
て
き
て
い
る
。
江
戸
中
期
の
入
会
地
利
用
に
つ
い

て
、
広
範
囲
に
利
用
法
を
定
め
た
正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）
の
「
相
定
め
申
す
証

図5-4　 正徳 ６年入会山相定め申す謐文 の事（部分）

（鎌屋文書）

文

の

事

」
か

お

る

。

入

会
地

利

用

規

定

と
し

て
初

期

の
重

要

な

も

の

で

あ

る

か

ら

、

そ

の

全

文

を

掲

げ

る

こ

と
に

す

る

。

相
定
め
申
す
謐
文
の
事

△
御
射
山
入
り
の
事

て

五
月
刈
敷
草
山
の
口
五
月
節
に
入

り
候
前
日
明

け
申

し
候

。
尤

も
萱

山
共
に
何
方

に
て
も
刈
り
申
す
可

く
候
。
先

例
の
通
り
。

一
、
秋
刈
り
草
は
彼
岸
入
り
候
目
よ
り
刈
り
始
め
、
尤

も
山
に
刈

り
置

き
仕

ら
ず
目
帰

り
ば
か
り
刈
り
申
す
べ
く
候
。

て

郭
片
山
の
口
、
彼
岸
に
入
り
候
目
よ
り
十
五
日
目
明

け
、
取

り
始
め

申

す

可

く

侠
。

て

萱
山

の
口
、
秋
土
用
に
入
り
候
目
よ
り
廿
九
日
目
明

け
、
刈

り
申
す
可

く
候

。

右
御
射
山
箕

輪
領
八
か
村
と
高
遠
領

御
園

村
・
山
寺
村
都
合

拾
か
村

入
会
右
の
通
り
後

々
共
堅
く
相
用
い
申
す
可

く
候
。

△
誰
皿

瀬
以
沁
万

入
会
原
相
定
め
の
事
（
注
　

中
野
原
）

一
、
半

が
入
り
候
目
よ
り
朝
草
刈
り
申
す
可

く
候

。

一
、
昼
草
は
、
土
用
に
入
り
候
目
よ
り
廿
一
日
目
刈

り
始
め
申
す
べ
く
欲
。

△
右
同
断

北
沢
山
相
定
め
の
事

て

五
月
刈
敷
草
、
五
月
節
に
入

り
候
目
よ
り
刈

り
申
す
べ
く
候

。

二

夏

昼
草
は
、
原
口
山
神
よ
り
大
坂
尻
迄
の
内

、
夏

土
用

に
入

り
欲
目
よ
り
廿
一
日

目

に
刈
り
始
め
申
す
可

く
候
。
大
坂
尻
よ
り
奥
山
一
切

刈
り
申
す
間

敷
く
候
。

て

秋
刈
り
草
彼
岸
に
入
り
候
日
よ
り
刈
り
始
め
、
尤

も
山
に
刈

り
置

き
仕

ら
ず
日
帰

り
ば
か
り
刈

り
申
す
可

く
欲
。
但

し
、
大
坂

尻
よ
り
水

無
迄
日
射

は
二
歳

ケ
沢
西

尾
根
切
り
、
夫
よ
り
奥
は
萱
山
に
立
て
置

き
一
切

刈
り
申
す
間

敷
く
欲
。

て

萱
山
の
口
、
秋
土
用

に
入

り
候
日

よ
り
三
拾
日
目
明

け
刈

り
始

め
申

す
可

く
候

。

△
右
同
断
神
名
沢
相
定
め

の
事

て

北
沢
山
の
神
よ
り
す
す
き
嵐
迄
日
影

共
に
、
半
夏

に
入

り
欲
日

よ
り
朝
草
刈

り
始

め
申
す
可

く
候
。

四 θ



第 １節　近世農民の生 活と入会地

一

、
右
場
所

昼
原
草

は
土
用
に
入
り
候
日
よ

り
廿
一
日
刈
り
始

め
申
す
可
く
催

。
す
す

き
嵐

よ
り
奥
は
一
切
刈
り
申
す
間
敷
く
候

。

一

、
秋
刈
草

は
す
す
き
嵐

よ
り
屏
風
岩
迄
、
彼
岸
に
入

り
候
日

よ
り
、
刈

り
始

め
申
す

可

く
候

。
尤

も
山
に
刈
り
置
き
仕
ら

ず
、
日
帰
り

ば
か
り
に
刈

り
申

す
可
く
候

。

屏
風
岩

よ
り
奥

は
萱
山
に
立
て
置

き
一
切
刈

り
申
す
間
敷
く
催

。

て

萱
山

の
口
、
土
用
に
入
り
候
日
よ
旦

二
拾
日
目
明
け
刈
り
串
す
可
く
候
。
但
し
秋

土
用

の
こ
と
な
り
。

一
、
御
射
山
・
神
名
沢
・
南
沢
山
共
に
、
稼
ぎ
と
し
て
売
り
薪
木
、
売
り
材
木
、
板
子

諸
道
具
、
売
り
刈
敷
草
入
会

の
村
へ
は
格
別
、
入
会

の
外
に
は

Ｉ
切
売
り
申
す
間

敷
く
候
事

。

（
上
か
）

右

の
通
り
村

々
相
談

の
上
相
定
め
置
候
故
は
後
々
共
に
堅
く
相
用
い
申
す
可

く
候
。
若

し
申
し
合
わ
せ
候
儀
相
背
き
候
も
の
候
わ
ば
、
相
互
に
見
合
い
次
第
に
鞍

・
諸
道
具
押

さ
え
取
り
申
す
可

く
候
。
万
一
右
に
申
し
合
わ
せ
候
儀
末
々
に
至
り
難
儀
仕
り
候
儀
も

候
わ
ば
、
村
々
相
談

の
上
然
る
可

き
様
に
仕
る
可

く
候
。
後
日

‐０
為
取

替
わ
し
証
文
件

の
如
し

正

徳
六
丙
申
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

箕
輪

領
八
か
村

五
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与

地

村

⑩
　
中

条
村

⑩

上

戸

村

⑩
　
大
萱
村

⑩

大

泉

村

⑩
　
同
新
田

⑩

神

子
柴
村

⑩
　
田
畑
村

⑩

南

殿

村
跡
　

北
殿
村
回

久

保

村

⑩

高
遠
領

七
か
村

（
村
名
略
）

（
鎌

屋
文

書
、『
県
史
資

料
四
巻
』
）

こ

の

よ

う

な

入

会

地
利

用

に

関

す

る
規

定

は
、

そ

れ

ぞ

れ

の

入
会

地

ご

と
に

し

ば

し

ば
取

り

決

め

ら

れ

て

お

り
、

そ

れ
に

基

づ

い

て

入
会

地

の
利

用

が
行

な

わ

れ

た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
資
料
と
し
て
現
わ
れ
た
も
の
に
も
と
づ
き
具
体
的
な
利
用

の
姿
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

Ｈ
　
山
野
草
の
刈
り
取
り

入
会
地
が
当
時
の
農
業
生
産
お
よ
び
農
民
の
消
費
生
活
に
極
め
て
重
要
な
場
所

で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
そ
の
う
ち
で
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
肥
料
源
と
な
る
刈
敷
と
抹
類
で
あ
る
。

１

刈

敷

刈

り

刈
敷
は
春
草
と
も
い
わ
れ
、
水
田
の
肥
料
と
し
て
田
植
一
七
～
八
日
前
、
陰
暦

五
月
の
節
（
芒
種
）
に
入
る
前
後
こ
ろ
か
ら
山
の
口
明
け
を
待
っ
て
刈
り
始
め
る

が
、
主
と
し
て
御
射
山
、
大
泉
所
、
北
沢
山
、
南
沢
山
、
神
名
沢
等
で
刈
っ
て
い

る
。
刈
敷
草
は
山
の
下
草
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
若
葉
の
伸
び
た
木
の
小
枝
を

鎌
を
引
っ
掛
け
て
折
る
よ
う
に
刈
り
取
る
の
で
、
な
ら
や
く
ぬ
ぎ
の
若
葉
は
好
適

な
刈
敷
で
あ
っ
た
。
山
の
口
明
け
は
地
元
村
か
ら
各
村
々
へ
次
の
よ
う
な
回
状
が

図5-5　 蔵鹿山山ノロ明け回状（中宿文書）

出

さ
れ
、
そ

れ
に
よ

っ
て
刈
敷
山
に

登

っ
て
刈
り
始

め
る
の
で

あ
る
。

覚
　
え

て

御
射
山
入
り
刈
敷
山

の
口
来

る

廿

八
日
明
け
申
し
挟
。

て

北
沢
山

の
口
来

る
廿
九
日
明
け

申
し
挟
間
、
左
様
思
召
し
成
さ

る
可

く
挟
。

尤
も
前
方

の
通
り
泊
り
、
刈
り
置
き

一
切
成
さ

る
間
敷
く
候
、
以

上
。

亥
ノ
四
月
廿
五
日
　

神
子
柴

村
名

主

田
畑
村
・
南
殿
村
・
北
殿
村
・
久

四j



第５章 入会山野と村の生活

保
村
・
塩
ノ
井
村
・
大
泉
村
・
同
新
田
・
大
萱
村
・
上
戸
村
・
中
条
村
・
与
地
村

右
村
々
御
名
主
衆
中

（
中
宿
文
書
）

そ
れ
で
は
、

ど
の
く
ら
い
刈
敷

が
刈
ら

れ
た
だ
ろ
う

か
、
田
畑
村

の
一
有
力
農

家

の
記
録
を
み
よ
う
。

已
年
刈
敷
刈
り

巳
植
日
十
五
日
前
（
注
旧
四
月
廿
七
日
）
に
刈
敷
山
に
登
る
。

中
　
五
月
十
六
日

三
才
山
（
御
射
山
）
入
り
　
　
五
月
二
日
に
明
く

北
沢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
月
三
日
に
明
く

養
（
蔵
）
鹿
　
　
　
　
　
　

五
月
七
日
に
明
く

立
山
　
七
拾
五
だ
ん

野
山
　
三
拾
二
だ
ん

／
　
　
百
七
だ
ん

是
の
外
は
里

大
清
水
拾
七
駄
（
注
だ
ん
）
　
道
端
　
弐
拾
壱
だ
ん

堤
下
　
　
六
だ
ん
　
　
　
　
　
足
窪
　
拾
弐
だ
ん

（
門
屋
文
書
）

こ

れ
は
、
江
戸
時
代
中
期

の
例
で
あ
る
が
、
田

植
一
五
日
前
か
ら
共
同

の
入
会

地
で

Ｉ
〇
七

だ
ん
、
内
原

か
個
人
所
有

の
林
草
場
で
あ
る
か
判

明
し
な

い
が
里
で

五
六

だ
ん
、
計
一
六
三

だ
ん
（
家
数
で
九
七
八
束
）
を
刈

り
取

っ
て

い
る
。
御

射
山

や
北
沢
山
等
か
ら

の
刈

敷

の
運
搬
も
大
変
な
こ
と
ヤ

あ

っ
た
。
一
日
三
回

運
び
と

し
て
七
五
駄

の
刈
敷
を
三
頭

の
馬

で
運
ん
で
も
八
・
三
日
も
か
か

る

の

で

あ

っ

て
、
一
頭

の
馬

で
は
田

植
え
期

日
に
間

に
合

わ
な

い
ほ
ど
の
量

で
あ
る
。
な
お
、

こ
こ
に
掲
げ
た
山
の
口
明

け
の
回

状
の
御

射
山
、
北
沢

山
は
泊

り
刈

り
は
禁

止
し

て

い
る
が
、

こ
の
よ
う
な
禁
止
条
項

が
入
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ
以
前

は
泊

り
込

み

で
刈

敷

刈

り

が

行

わ

れ

た

こ
と

を
考

え

さ

せ
、

宝

暦

一

四

年

二

士
（

四
）
の

「

入

会

山
原

申

し

定

め

」

で

は
、

御

射

山

の

「
刈

敷

山

泊

り

一
夜

限

り

」

と

定

め

て

お

り

、
以

前

に

は

か

な

り
多

く

の

日
数

泊

り
込

み

で
刈

敷
刈

り

が

行

わ
れ

た
こ

と

が

わ

か

る

。

２

朝

草

刈

り

朝

草

刈

り

は
夏

草

刈

り

と
も

言

わ

れ
、

次

の
よ

う

に

規

定

さ

れ

て

い

る

。

「
半
夏

に
入
り
候
日
よ
り
朝

草
刈
り
申
す
可

く
候

」
（
正
徳

六
年
中

ノ
原
）
「
朝
草

は
五

月
中

（
夏

至
）
に
入
る
日
よ
り
五
日
目
刈

り
始

め
申

し

候
」
（
宝
暦

一
四
年
大

泉
所

・

北
原
）
「
半
夏

よ
り
秋
彼
岸
迄
朝

草
刈

り
取

り
候
」
（
文
政
元
年
大
芝
原
）

こ

の

よ

う

に

、
田

植

え
終

了

後

間

も

な

く

六

月

の
末

か

七
月

の
初

め

こ

ろ

か

ら

朝

草

が

刈

り

始

め

ら

れ

る

。

主

と

し

て
球

場

と

い

わ

れ

る
中

野

原

・
三

本

木

原

・

上

ゲ

溝
原

・
大

芝
原

・
北

原

等

で
刈

り
取

ら

れ

る

が
、

薪

山

と

い

わ

れ

る
大

泉

所

で

も

「
朝

草

は
北

ま

ゆ

み

の
沢

、

南

は

Ｉ
ノ
沢

切

りへ

奥

は

一
切

入

り
申

す

間

敷

候

」

と

し

て
場

所

を
指

定

し

て
刈

っ
て

い

る

。

朝

草

は
、

牛

馬

の
餌

と

す

る

だ
け

で

な

く
、

祷

草

と

し

て
瑕

肥

を

生

産

す

る
こ

と
を
大
き
な
目
的
と
し
て
い
た
。
牛
馬
を
飼
っ
て
い
る
農
家
は
相
応

よ
り
広
く

厩
を
造
宍

地
面
を
Ｉ
ｍ
ほ
ど
掘
り
下
げ
て
そ
の
中
に
牛
馬
を
入
れ
て
飼
う
。
朝

草
と
し
て
刈
っ
て
来
た
抹
は
多
量
に
厩
に
投
げ
込
ん
で
餌
と
す
る
と
同
時
に
徘
草

と
し
、
抹
を
投
げ
込
む
場
所
を
た
え
ず
変
え
て
厩
の
隅
々
ま
で
よ
く
踏
ま
せ
る
よ

う
に
し
た
。
投
げ
込
ま
れ
た
抹
に
よ
っ
て
踏
み
固
め
ら
れ
た
徘
草
面
は
し
だ
い
に

高
く
な
る
が
、
夏
の
土
用
ご
ろ
に
は
こ
れ
を
荷
い
出
し
て
堆
積
し
、
二
大
二
度
切

替
え
を
し
て
腐
熟
さ
せ
、
麦
作
用
の
肥
料
と
す
る
の
で
あ
る
。

夏
の
土
用
以
後
の
街
草
は
翌
春
作
の
肥
料
と
な
る
が
、
彼
岸
ご
ろ
ま
で
毎
朝
、

朝
草
を
刈
っ
て
、
出
来
る
だ
け
多
く
の
厩
肥
を
作
る
こ
と
が
精
農
の
要
件
で
あ
る

と
い
わ
れ
、
長
家
は
競
っ
て
朝
草
刈
り
に
精
を
出
し
た
。

で
き
る
だ
け
多
く
の
厩
肥
を
作
る
た
め
に
、
朝
草
と
称
し
て
遅
く
ま
で
刈
っ
て

四2
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い
た
人

も
あ
っ
た
ら
し

く
、
宝
暦
二
年
（
一
七
五
三

中
野
原
抹
揚
に

つ
い
て
「
半

夏

六
日
目

よ
り
秋
彼
岸
限
り
一
人
に
て
馬
一
匹
獄
、

四
ッ
（
午
前
九
時
～
一
一
時
）

迄
に
付
け
出
し
申
す
可

く
候
、
四
ッ
過
ぎ
に
付
け
出
し
申
す
者
見
付
け
次
第
其

の

者
押
さ
え
、
其

の
村
一
切
入

れ
間
敷
き
事
」
と

い
う
よ
う
に
馬
の
数
と
時
間
を
制

限
し
違
背
す
れ
ば
そ
の
村
全
体
の
入
会
い
を
止
め
る
と

い
う
強
い
罰
則
が
定
め
ら

れ
て

い
る
例
か
お

る
。

３
　

秋
の
干
草
刈
り

「
秋
刈
草
は
彼
岸
入
り
候
日
よ
り
刈
り
始
め
、
尤
も
山
に
刈
り
置

き
仕
ら
ず
、

日
帰
り
斗
り
刈
り
申
す
可

く
候
」
と
い
う
よ
う
に
、
朝
草
が
彼
岸
入
り
こ
ろ
ま
で

で
終
り
、
そ
の
後
直
ち
に
秋
の
干

草
刈
り
が
始
ま
る
。
主

と

し

て

御

射
山
・
北

沢
山
・
南
沢
等
刈

敷
を
刈

り
取

っ
た
薪
山
で
刈

ら
れ
た
。
こ
れ
は
冬
季
間
に

お
け

る
牛
馬

の
飼
料

と
排
草
に
用

い
ら
れ
る
も
の
で
、
勿

論
、
藁
や
麦

・
粟

・
稗
等

の

稗
も
使

わ
れ
る
が
、
長

い
冬
季
間

の
牛
馬

の
飼
育
に

は
多

く
の
干
草

が
必
要
で

あ

っ
た
と
思

わ
れ
る
。
「
昼
草
は
土
用

に
入
り
候
日
よ
り
廿
一
日
目

よ
り
刈

り

始

め

申

す
可

く
候
」
と

あ
る
の
も
、
刈
り
始

め
の
時
期
が
秋
彼
岸
入
り
こ

ろ
で
あ

る
こ

と

か
ら
、
秋

の
干
草
刈

り
の
こ
と
で

あ
る
と
思

わ
れ
る
。
な

お
、
こ

れ
ら

の
秋

の

干

草
刈

り
は
す
べ
て
日
帰

り
で
刈

る
こ
と

を
定

め
、
刈

っ
て
そ

の
場
に
干
し
て
置

く
こ
と
も
禁

じ
て

い
る
。

４
　

葛

葉

取

り

葛
は
豆
科
の
植
物
で
あ

っ
て
栄
養
分
に
富
み
、
牛
馬

の
飼
料

と
し
て
貴

重
な
も

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
他
の
野
草
と
区

別
し
て
、
「
葛
葉
山

の
口
彼
岸
に
入

り

候

日
よ
り
十
五
日
目
明
け
、
取

り
始
め
申
す
可

く
候
」
、
「
葛
葉

山
の
口

の
儀

秋
彼
岸

明

け
よ
り
七
日
の
間

前
々
通
り
相

談
懸
け
以

っ
て
山
の
口
明

け
、
入

り
方
村

々
一

同

に
葛
葉
取

り
申
す
事
」

と
い
う
よ
う
に
、
葛
葉
採
取

だ
け

山
の
口
明
け

の
時
期

を
特
別
に
定

め
て
採
取
し

て
い
る
。
牛
馬

を
飼
育
し

て
い
る
農
家

は
貴
重
な
飼
料

と
し

て
競

っ
て
採
取

を
し

た
と
思

わ
れ
る
。

５
　

萱
　

山

萱

は
肥
料
や
抹

と
し
て
の
利
用
で

な
く
、
住
居

の
屋
根
材
と
し
住
生
活
上

の
必

需
品
で

あ
り
、
主
と
し

て
大
泉
所
、
御
射
山
、
北
沢
山
、
南
沢
山
等
で
刈
り
取

っ

て
い
る
。
「
萱
山
の
儀
屏
風
岩

よ
り
奥
は
萱
山
に

立
て
置

き
、

そ
れ
よ
九

剛
は

志

っ
ぺ

い
沢
共
に
草
山
に
刈
り
申
す
可

く
候
」
（
南
沢
山
）
「

い
で

の
沢
流

れ

切
、
日

影
は
ニ
ノ
萱
西
尾
根
切
、
奥
は
萱
山
に
仕
立
て
置
き
そ
れ
よ

九

剛
は
草
山
に
刈
り

申
す
可

く
候
」
（
北
沢
山
）
と

い
う
よ
う
に
、
一
般
に
薪
山
の
奥
の
方
を
萱
山
と
し

て
、
そ
こ
で
は
昼
草
、
秋
干

草
等
を
刈
ら
な

い
よ
う
に
し
て

い
る
。
萱
山
の
口
は

通
常
「
秋
土
用

に
入
り
申
す
日
よ
旦

二
十
日
目
に
明
け
刈

り
始
め
申
す
可

く
侠
」
、

「
秋
土
用

明
け
五
日
目
よ
り
刈

り
始
め
申
す
可

く
候

」
と
い
う
山
の
口
明

け
の
触

れ
を
待
っ
て
刈

り
始
め
、

そ
れ
以
前

の
刈

り
取

り
を
禁

止
し

て
い
る
。
屋
根

の
葺

き
替

え
に

な
る
と
多
量

の
萱

が
必
要

で
あ
る
か
ら
毎
年

の
萱

山
で
刈

り
蓄
え

て
お

く
か
、
他

人
か
ら
買
っ
た
り
す
る
が
、

そ
れ
で
も
充
分
に
準
備

す
る
こ
と

は
困
難

で
萱
無
尽

を
立
て
た
り
し

た
よ
う
で

あ
る
。

〕
〕‥
　
薪
の

採
取
と
用

材
の
利
用

薪

は
、
日
常

生
活
に
必
要
欠

く
べ
が
ら
ざ
る
も

の
で
、
薪
山
で
採
集
し

た
。
枯

木
、
枯
枝
、
落
葉

な
ど
で
、

か
な
り
自
由
に
採
集
で
き

た
ら
し

く
、
正
徳
以
前
に

は
何
等
制
限

ら
し
き
規
定

は
残

っ
て
い
な

い
。

し

か
し
、

宝
暦
一
四
年
（
一
主
（

四
）
に
な
る
と
、
「

入
会
山
原

申
し
定

め
」

の
中
に

次

の
規
定

が
出

て
く
る
。

北
　

沢
一
薪
　

冬
泊
り
十
一
月
節

（
大
雪
）
に
入

る
日
よ
り
一
五
日
中
、
付

け
運
び
共

に
。

一
薪
　

春
泊
り
彼
岸
入

る
日
よ
旦

二
十
日
中
、
付

け
運
び
共

に
。

大
泉
所
一
薪
　

冬
泊
り
十
一
月
節
に
入
る
目
よ
り
十
五
日

中
、
付

け
運

び
共
に

。

一
薪
　

春
泊
旦

二
月
節
（
清
明
）
に

入
る
日

よ
り
十
五
日
中
、
付

け

運

び

共

に
。

（
門
屋
文
書
）

4 引
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こ

れ

は

、

地
元

村

々

立

ち

合

い

の

上

の

申

し
合

わ

せ

で

あ

る

が
、

薪

山

は

初
冬

と

初

春

の

二

回

を

中

心

に

採

集

さ

れ

た

よ

う

で

あ

っ

て
、

し

か

も

、

コ

ー
月

と

三

月

と

い
う

寒

い
時

期

に

山

に

野

宿

を

し

て

採

集

し

た

こ

と

を

示

し

て

い
る

。

用

材

（
青
木
）

は
、

正

徳

以

前

の
段

階

で

は

青

木

（
常
緑
針
葉
樹
）
の

類

が

用

材

と

し

て

ど

の
よ

う

に

利

用

さ

れ

た

か
明

ら

か
で

な

い
が

、

正

徳

六
年

（
一
七
一
六
）

の

「
相

定

め

の
謐

文

」
（
前
掲
）
の
中

で

、

入

会

地

で

稼

ぎ

と

し

て

売

材

木

、

板

子

を

と

る
人

が

あ

り
、

入

会

村

々

の
人

へ

の
販

売

は
良

い
が

、

外

村

へ

は

一
切

売

ら

な

い

こ
と

、

と

い
う

記

載

が

あ

る
と

こ

ろ

か
ら

考

え

れ

ば

、

自

家

用

で

は

か
な

り

自

由

に

利

用

で

き

た
と

考

え

ら

れ

る

。
し

か
し

、

時

代

が

進

む
に

つ

れ
て

し

だ

い

に

制

限

が
強

化

さ

れ
、

明

和

七

年

二

七
七
〇
）
「

大

泉

所

山

の
儀

村

々
稼

ぎ

山

の

事

こ

れ
有

り
仕

り
尽

山

に

相

成

り
侠

に

付

き

…

」

と

し

て

、

次

の
よ

う

な

規

制

が

生

ま

れ

た

。

二

青
木

並
び
に
稼

ぎ
山

の
儀

は
止

め
山
仕
り
催
事
。

一
、
手
前

の
家
作
入
用

の
筋

は
其

の
趣
大
泉
村
に
相
達
し
、
伐
り
取
り
申
す
可
く
候
。

峠

山
に
伐
り
出

し
候
者

は
、
其

の
村
名
主
に
付
け
届
け
、
一
人
過
料
五
貫
文
ず

つ

入
会
村

々
へ
指
し
出
し
申
す
可
き
相
定

め
に
御
座
候
。

（
中
宿
文
書
）

文

政

九
年

（
一
八
二

六
）
に

な

る
と

、

次

の

よ

う
に

改

め

ら

れ

た

。

一
、
青
木

の
儀

は
、
先

々
よ
り
留

め
木
候
処
近
来

狼
り
に
伐

り
取
り
或

は
立
木

の
皮

む

き
候
者
こ
れ
有

り
不
埓

の
段
に
候
間
、
銘

々
村
内
へ
厳
敷
く
申
し
渡
し
、
以
後
右

体

の
儀
こ
れ
無

き
様
致
す
可
く
、
若
し
相
背
き
候
者
こ
れ
有
り
候

わ
ば
是
又
一
同

壱

か
年

は
入
山
留
め
申
す
可
き
事
。

附
、
青
木
柱
位

は
少

々
入
用
御
座
候
節
は
、
大
泉
村
へ
相
届
け
、
其

の
上
入
会

村

々
大
泉
村
よ
り
廻
文
出
し
次
第
に
致
す

べ
き
事
。

（
中
宿
文
書
）

文

政

一

一
年

に

な

る
と

次

の
よ

う

に

変

更

さ

れ

、

違

背

者

個

人

に

対

す

る

罰

則

が

強

化

さ

れ

て

い
る

。

一
、
青
木
類
留
め
山
に
こ
れ
有
り
候
処
、
近
年
狼

り

に

角

木

―
長
木
・
桶
椎
・
屋
根

板
・
板
子
等

の
山
稼
ぎ
致
し
　

木
候
儀
、
猶
又
生
木
の
皮
む
き
甚
だ
不

埓
の
儀

こ

れ
有
り
候
間
、
以
来
右
体
の
儀
、
或
は
流
木
等
致
し
候
者
は
見
付
け
次
第
諸
道
具

差
し
押
え
大
泉
村
へ
申
し
届
け
、
入
会
一
同
申
し
定
め
の
通
り
木
品
大
小
に
応
じ

代
金
差
し
出
し
候
上
ヽ

五

加
年
産
背

の
当
人
入
会

い
致
さ
せ
間
敷
き
事
・

但
し
、

よ
ん
ど
こ

ろ
無

き
入
用
に
付

き
柱
以
下

は
帰
り
に
伐
り
取
り
候
儀

は
勝
手
た

る
べ

き
儀

に
致

す
可

き
事
。

（
中
宿
文
書
）

他

の
薪

山

に

つ

い

て

は
資

料

不

足

で

明

ら

か
に

し

得

な

い
が

、

制

限

は
大

泉

所

同

様

し

だ

い
に

強

化

さ

れ

た

も

の
と

考

え

ら

れ

る

。

尚
　

稼

ぎ

と
し

て

の

入

会

地

利

用

の

制

限

入

会

地

は
農

民

の
稼

ぎ

の
場

と

し

て
も

か
な

り
利

用

さ

れ

た

。
特

に

無

高

や

小

高

の
百

姓

は
農

業

だ
け

で

は
生

活

を
支

え

る

こ
と

が

で

き

な

い

の
で

、

他

に

何

ら

か

の
稼

ぎ

を
し

な

け

れ

ば
な

ら
な

い

の

だ

か

ら
、

入

会

山

は
格

好

な

稼

ぎ

場

所

で

あ

っ

た

と
思

わ

れ

る

。
し

か
し

、

自

由

に

入

会

で

稼

ぎ
仕

事

を

す

る
と

、

入

会

地

本

来

の
利

用

が
保

証

で

き

な

く

な

る

た

め
、

早

く

か

ら
稼

ぎ
山

に

つ

い

て

は
制

限

が
加

え

ら

れ

て

い

る

。

前

に

述

べ

た

よ

う
に

、

稼

ぎ
山

は
認

め

て

い

る
が

、

そ

の
売

り
先

は
入

会

の
村

々
に

限

る

こ
と

に

し

て

い

る

。
入

会

地

が

入

会

の
村

々

の
田

地

の
肥

料

供

給

源

で

あ

宍

そ

の
村

々

の
生

活

資

材

の
供

給

場

所

で

あ

る
と

い
う

原

則

か

ら
当

然

の
制

限

で

あ

ろ

う

。

宝

暦

二

年

（
一
七
五
二
）
に

な

る
と

、

北

沢

山

に

て

は
「

泊

り

か
せ

ぎ

の

儀

一

切

仕

り
間

敷

く
催

事

」
、
「
秋

彼

岸

山

泊

り

か
せ

ぎ

一
切

仕

り
間

敷

く
候

、

そ

の
日

限

り
、

刈

り

の
干

し

一
切

仕

り
間

敷

く
候

」

と

し

て

、

稼

ぎ
と

し

て
山

に

泊

る

こ

と

を

禁

止

し

て

お

り

、

ま

た
、

先

に

み

た
通

り

青

木

類

「

若

し

挫

ぎ

山

に

伐

り

出

四4



し
候
者
見

出
し
候

わ
ば
過

科
五
貫

文
と
一
年
間

そ
の
村

の
入
会
を
停
止
す
る
と
い

う
よ
う
に
、
稼
ぎ
山
に
対
す
る
大

泉
所
山
の
制
限

は
き
び
し
く
な
っ
て
い
る
。

匈
　
入

会
地
利

用
の
模
式
図

こ
れ
ま
で
に
、

入
会
地
の
薪
山
、
林

野
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
江

戸
時
代

に
お

け
る
利
用

の
仕
方
を
述
べ
て
き
た
が
、
こ
れ
を
模
式
的
に
図
示

す
る
と
図

５
－

６

の
よ
う
に
な
る
。

11　12 月10９８７６

近 世 農 民 の生 活 と入 会 地

２　　　３　　　４　　　５

第 １節

１月

収
　
　

穫

麦

播

き

秋

彼

岸

田
　
　

植

苗
代
播

種

春

彼
岸
入

り
｜　　 目　　　　口　　　…|-|

1

……_…… … ………__ ＿ ＿ ＿ ＿___

」ｌ　　 ｔ

（
泊

り

冬

の

薪

山

、

込
み
）

薪
取
り
（
薪
山
ご

萱

の
刈
り
取
り

菖
葉
取
り

干

草
刈
り
（
秋
草
）

（
薪

山

で

）

無
二

（

薪

山

で

）

朝
草

刈
り
（
夏
草
）
　（
株
野
で
）

（
泊

り
込

み
）

刈

敷
刈

り
（
春
草
）
　（
薪

山
了

（
泊

り
込
み
）

一

春

の
薪
山
、
薪
取

り

Ｉ

（
薪

山

で

）

図5-6　 近世における入会山野の利用模式図

図
に
よ
っ
て
わ
か
る
よ

う
に
、
春
三
月
の
彼
岸
入

り
か
ら
ま
ず
薪
山
で
の
春

の
薪
取
り
が
始
ま
り
、
五

月
の
下
旬
か
ら
は
最
も
忙

し
く
重
労
働
で
あ
る
刈
敷

刈
り
が
始
ま
る
。
田
植
え

の
直
後
か
ら
秋
の
彼
岸
ま

で
は
毎
朝
、
朝
食
前
の
朝

草
刈
り
が
行

な
わ
れ
、

秋
彼
岸
か
ら
は
秋
子
草
刈

り
、
続
い
て
葛
葉
取
り
、

萱
刈
り
か
お
り
、
コ
一
月

か
ら
は
冬
の
薪
山
が
始
ま

る
。
こ
れ
ら
の
入
会
地
で

の
作
業
に
は
泊
り
込
み
で

行
な
わ
れ
る
こ
と

も
あ

り
、
年
間
を
通
じ
て
労
働

延
べ
日
数
は
ど
の
農
家
も

非
常
に
大
き
い
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
近
世
に
お
け
る
入
会
地
と
農
村
生
活
と
の
間
に
は
極
め
て
密
接

な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

四5



第 ５章　入会山野と村 の生活

第
二
節
　
入
会
地
の
争
論

一
　
入
会
地
争
論
の
概
要

江
戸
時
代
を
通
し
て
入
会
地
の
争
論
は
各
地
で
頻
繁
に
起
き
て
い
る
が
、
当
地

域
で
も
残
さ
れ
た
資
料
に
記
さ
れ
て
い
る
主
な
争
論
を
示
す
と
表
５
１
２
の
よ
う

に
な
り
、
多
く
の
争
論
が
お
き
て
い
る
。

入
会
地
は
田
々
畑
の
肥
料
供
給
源
と
し
て
、
高
請
地
に
対
す
る
貢
租
を
負
担
す

る
基
礎
と
な
る
揚
所
で
あ
っ
て
、
特
に
年
々
高
率
な
貢
租
を
村
と
し
て
共
同
責
任

に
お
い
て
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
村
の
高
請
地
の
肥
料
は
村
と
し
て

確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
入
会
地
争
論
は
多
く
、
採
草
用

益
の
確
保
を
め
ぐ
っ
て
村
の
全
力
を
傾
け
て
争
わ
れ
て
い
る
。

表
５－
２
　
入
会
関
係
出
入
り
（
争
論
）
年
表
（
本
村
関
係
の
も
の
の
み
）

大 中

芝 野

原 原

－
一一
本

木

原

同
右

北
原

μ

鳥
居
原

//

真

虫
平

－
株

中場

野
原
Ｗ

出
入

八争

論

心場

所

万万

一一
一心

－
宝

一 永

七一〇 Ｓ

四四
Ｓ

七
心

－

⌒
冗

一 禄

六二

八

九
Ｗ

＿天

一和
六四

八
四
心

諺

几
レ

心

暦

年

木大
原萱

・
村

大よ
芝 り

原 中

に野
新原
畑 ・

一
●＝一林本

入 を北

会主原
権張 に

を　
対

認　し
め　木
ら　下

れ 村

る　入

会
権

認神新北
め文 田原
らを入 に

る提会対
出権し

し を富
て主 田
入張村
会　中
権　 曽
を　根

と
境主神

争界張子
論不・柴

個月内村
未 と原鳥

落し と居
着て入原

関会 を
係地内
村 と原
々のと

事明出小

勺こし沢
裁て箕村

許
争輪よ

状論領り

絵 高`新
図江遠 畑

面戸領・
頂に境新

戴で界林
公不仕

内

容

の

概

要

○ ○ ○ ○ ○
千

桐

屋
文

書
他

μ 支
露琵

ル
蓉
ﾐﾙ

饌
ド

資

料

一一
一jU

jW

同

右

中

野
原

株
場

南
沢

神

名
沢
薪
山

牛御

馬射
飼山
場・

矢

ノ
南
入

鳥
居原

柱
場

御
射

山
薪
山

同

右

同

右

中

野
原

株
場

－
天

一明
七五

八
五
心

万万

]Uで

回
ド

＿宝
一暦

七 八
五

八
Ｗ

ﾉ

ｽﾞﾙ

＿宝

一 暦

七 八
五 Ｓ

八－
Ｓ－－ ？

//

＿宝

一 暦

七 二

五
一
一
心

＿寛

一延

七四
五

一
心

＿寛
一延

七元
四

八Ｗ

し三

立本
て木
争原
論一
と部
な大

る萱
分

と
申

裁 る沢伊
許　村那
に和内部
従談野 山

う内と道
済新南

寛 だ
入

文 に会
年 申地
中立 ｀
のて小

わる飯小
す　

島 沢
取・村
扱高 よ

い
遠 り

済両畑

口役 ・
証所林

文へ仕
取訴出
替 えし

リ貢明年

と納記貢
な入す納

るが る入
認こに

めと
伴

ら をい

れ訴神
願 え名

のる
沢

通年 を

取り会山

替飯権原
ゎ島確年

す御定 貢
宿 を仰

にめせ
てぐ付
内 っけ

済てら
証 出れ
文入入

江 と神
戸 主子
表張柴

にし
村

て出が
内入鳥
済 り居

と原
なを

る内
原

への
上

訴入戸
訟会村

をが
和拒御

熟否射
内　山
済飯へ

島大

役泉
所村

替飯沢

わ
島尻

し役村
内所 よ

済ヘ リ
訴畑

訟 ・
林

証仕
文出
取し

わ
役原上

し
所に戸

内へ新・

済訴畑中
訟 ・条

林両
曖仕村
証出よ

文しり
取飯中
替島野

役 をり目
所 押沢影

へ収尻村
訴 争村 が
訟論 が沢

と目尻
内な影 村
済る村 の

の木

飯
鞍 を

島鎌伐

合 に仕
新 訴出
田訟 し
生裁争

る許 論
状 と
絵な

図る
下江

る
戸

寄 表

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
千
桐
屋

//

鎌
屋

//

//

北

殿
区

有

//

店
Jﾐ

// //

北

殿
区
有

//

中
宿

μ

北

殿
区
有

μ

4 ％



第２節　入会地の争論

ｶj

所
山票

一一
一
本

木

原

株

場

jと

所
山票

一一
一
本

木

原

株

場

寄

合
新
田
周
辺

大
芝
原

株
場

南
沢
山

の
尻
平
沢

ブ
一万万

－ 天

一 保

八 －

四三

一一心

＿天

一 保

八 一

四 二
一
一
心

誰
－六

千

＿ 文

一 政

八 一

一 一
一
八
Ｗ

－
文

一政
八元
一

八Ｗ

＿寛

一政

八一
〇二
〇
心

内態い大済－ て泉

江 争所

戸 論だ
表＿る
に入 町

訴 会入
訟 地れ

利道
示 用に
談形つ

り三出本

し牢
原
入

会
地

へ

の
境
切

万ネ

ケ

ウ

寛 殿六三
保村町本

二 よ歩木
年 り余原

の
訴 のの

裁訟処内
許　置大

に
示に萱

従談つ村

う内 含地
済南先

償付切寄

き添合
に仕新
従出田
うしよ
内`り

一済
付

部寛近

金
文に

での畑
弁墨 林

る等出羽

のし広
所入村
業会大
あ林芝

りの原
出林へ
入木 畑
り切 ・
と払 林
ない仕

論の南
と内沢

な山の
るで尻

あ平
る沢

とは
主 西
張 伊

し那
争 部

○ ○ ○ ○ ○ Ｏ ○

μ μ

中

宿

//

久
笑
で

中
宿

//

北

殿
区
有

μ

//

○
印
　
江
戸
奉
行
所
ま
で
出
訴
し
そ
こ
で
裁
許
又
は
和
談
内
済
せ
し
も
の

○
印
　
地
方
の
役
所
に
出
訴
解
決
せ
し
も
の

表
５
－

３
に
見

る
と
お
り

か
な
り
早

い
時
期

か
ら
争
論
が
起
き
て

い
る
が
、
早

い
時
期

の
争
論
は
入
会
権

の
獲
得
確
保

の
た
め
の
争
論
が
多

い
。

天
和
四
年

二

六
八
四
）
の
鳥
居
原

が
内
原

か
入
会
地
か
を
争

っ
た
出

入

り
（
当
時
争
論
を
出
入
り

と
い
っ
た
）
、
元

禄
二
年
（
一
六
八
九
）
の
北
原

に
対

す

る

富
田

村
、
中

曽
根
新
田

両

村
の
入
会
権
の
主
張

、
宝
永
元

年
（
一
七
〇
四
）
の
同

じ
く
北
原

に

対

す

る
木

下

村
の
入
会
権
の
主
張

等
が
そ
れ
で
あ
る
。

次
は
、
入
会
地
に
対
し
付

近
の
村

か
ら
切
添

え
等
に

よ
る
新
畑

、
新

林
の
仕
出

し
に

よ
る
入
会
地
面
積

の
狭

小
化
に
対

す
る
、
他

の
村

か
ら
の
抗
議
に

よ
る
争
論

で

あ
る
。
元
文
五
年
（
一
七
四
○
）
の
中
野
原
、
三
本
木
原
、
大
芝
原

へ

の

大
萱

村

か
ら
の
新
畑
、

新
林

の

仕
出
し
に
よ
る
争
論
、

寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
中
野

原

へ
上
戸
村
、
中
条
村

か
ら
の
仕
出
し
、
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
同

じ

く

中
野

原

へ
の
小
沢
村

か
ら

の
仕
出
し
に
基

づ
く
争
論
等
が
そ

れ
で
あ

る
。
こ

の
形

の
争

論

は
江
戸
時
代
中
後
期

を
通

じ
て
最
も
多

く
発
生
し
て

い
る
。

宝
暦
七
～
八
年
（
一
七
五
七
～
五
八
）
の
争
論
は
、
同

七
年
に
新
た
に
山
野

の
改

め
を
行
な

い
、
そ
の
年
貢

を
納
入
す
る
こ
と
に
な

っ
た
こ
と
に
伴

い
、
入
会
権
の

確
認
を
め
ぐ

っ
て
起
き
た
争
論
で
あ

っ
て
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
従
来
か
ら
の
入

会
慣
行
が
幕
府
や
頷
主
と
、
村
と
の
間
に
公
的
に
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

村

々
の
間

で
入
会
慣
行
の
認
識
に
若
干

の
く

い
違

い
が
あ
っ
て
争

論
が
起
き
て

い

る
。
宝
暦
七
～
八
年
の
御
射
山
・
牛
馬

飼
場

・
矢

の
南

入
り
に

つ
い
て
入
会
村

々

の
確
定
、

入
会
様

式
を
定
め
た
証

文
が
取

且

父
わ
さ
れ
て
お
り
、

宝
暦

八
年

の
鳥

居
原

の
争

論
、
同
年

の
南
沢
、

神
名
沢
に
関

す
る
願

い
書
等

は
こ
の

例

と

い

え

こ

れ
ら
の
外
に
、
特
殊

の
例
と
し

て
天
保
一
五
年
（
一
八
四
四
）
の
大

泉

所

の

争
論

の
よ
う
に
、
入
会
地

の
利
用
形
式
、
内
容

を
め
ぐ

る
争
論
も
生

ま

れ

て

い

以
上

の
よ
う
に
争
論

の
内
容
は
さ
ま

ざ
ま
で
あ
る
が
、
そ

の
多
く
は
代
官
所
へ

訴
え
出
て
そ
こ
で
裁
き
を
受
け
、
ま
た
は
、
二
圭

二
の
隣
村
の
村
役
人
今
年
寄
等

有
力
農
民
の
仲
介
が
六
大

そ
の
扱

い
に
よ

っ
て
熟
淡
内
済
と

い
う
形

で
証
文
を

取
り
交

わ
し
て
落
着
す
る
が
、
中
に

は
江
戸
奉
行
所

ま
で
訴
訟

を
起
こ
し
（
公
事
）
、

数
年
の
歳
月
を
費
し
て
よ
う
や
く
解
決
し
て

い
る
と
い
う
例
も
あ
る
。
江

戸
表
へ

出
て
の
公
事
と
も
な
れ
ば
、
関

係
者
が
何
人
か
江

戸
ま
で
出
向
く
旅
費
や
、

か
な

り
長
期
に
わ
た
る
滞
在
費
な
ど
の
訴
訟
費
が
多
く
か
か
大

農
民

の
負
担
は
大

き

く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
中

に
は
「
北
殿

村
の
儀

往
古
よ
り
右
原

に
六
会
い
来
た

り
候
え
共
、
困

窮
故
出
訴
難
儀
に
存
じ
奉
り
候
に
付

き
、
右
原

入
会
を
離

れ
申
す

四7



入会山野 と村の生活第５章

所
存
に
て
入
方
村
へ
も
断
り
相
立
て
出
入
り
に
相
加

わ
り
申
さ
ず
候
、
こ

れ
に
依

り
出
入
出
銭
等
も
差
し
出
し
難
く
：
」
（
北
殿
区
有
文
書
）
と

い
う
よ

う

に
、
困
窮

を
理
由
に
出
入
り

か
ら
お
り
て
入
会
権
を
放
棄
す
る
と

い
っ
た
例
（
鳥
居
原
）
も
生

ま
れ
る
が
、
多
く
の
場
合
村
内
は
も
ち
ろ
ん
、
各
村

々
は
「
此
の
以

後
右
出
入
り

に
付
き
御
役
所
は
申
す
に
及
ば
ず
江

戸
御
奉
行
所
迄
御
訴
訟
に
罷
り
成
り
候
共
、

右
出
入
り
に
付
き
路
用
そ

の
外
諸
入
用

…
…
先
格
を
以

っ
て
遅
滞
無
く
口
口

差
し

出
す
可

く
候
。
万
一
右
出
銭
遅
滞
に
及

び
候
村
方
御
座
候

わ
ば
右
論

所

の

義

け

勿
論
外
入
会
山
原

へ
も
一
切
六
会
い
相
退
き
申
す
可

く
候
…
…
」
と

い
う
よ
う
に

誓
約
を
し
て
結
束
を
固
め
、
長
期
に
争

論
も
闘

い
抜

い
て

い
る
。
こ
れ
は
、

租
税

負
担
を
通
し
て
共
通
の
利

害
に
結
ば
れ
、
他
の
村

の
侵
害
に
対
し
て
は
共
同

し
て

必
死

に
な
っ
て
自

村
の
権
利

を
守
る
う
と
す
る
強
い
執
念
が
、
繰

返
し
起

こ
る
争

論
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
困
窮

に
耐
え
て
闘

わ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、

幕
府
は
貢
租

の
絶
対
額

を
殖
や

す
た
め
、
耕
地

の
拡
大
に
意

欲
を
燃
や

し

て
い
る
が
、
開

墾
の
対
象
地
域

が
し

ば
し

ば
開

墾
し
や

す
い
平
地

の
林
野
に
向

け

ら
れ
る
。
林
野

が
開

墾
さ
れ
る
こ
と

は
そ
れ
だ
け
肥
料
供
給

の
場
所
が
減
少
す

る
こ
と
に

な
る
の
で
、
既
存

の
農
民

は
そ

の
開
墾
に
反
対
す

る
こ
と
に
な

る
。
左

に

そ
の
資
料

を
掲

げ
よ
う
。

株
野
入
会
村

々
相
定

め
の
事

一
、

此
の
度
飯
島
御
役
所
に
て
仰
せ
渡
さ

れ
候

は
、
入
会
株
野
大
芝
原

こ

一
本
木
原
・

上

溝
原

此
の
三
箇
所
原

の
内
に
て
、
三
拾
町
歩
程
新
開
致
し
候
様
仰
せ
付
け
ら
れ

候

。
此
の
儀
只
今
迄
有

る
成
り

の
野
山
に
て
も
株
等
刈
り
尽
し
、
古
田
畑
養

い
も

末

々
不
足
致
し
、
然

る
所
に
右
新
開
御
請
け
致
し
候
て
は
弥

々
以

っ
て
古
田
畑
養

い
不
足
致
し
、
惣
百
姓
困
窮

の
基
に
御
座
候
。
然

る
上
は
、
此

の
度
御
役
所
に
て
何

分
仰
せ
付
け
ら
れ
候
共
、
右
新
開
御
請
け
相
成
り
申
す
間
敷
く
候
。
こ
れ
に
依
り

入
会
村

々
の
内
に
て
長
百
姓
並

び
に
水
呑
等
に
至

る
迄
、
右
新
開
御
受
け
一
切
仕

る
間
敷
く
相
定
め
候

。
若
し
少
し
成
り
共
新
開
御
受
け
仕
り
候
村
方
こ
れ
有
り
侠

図5-7　 新開拒否のための抹野入会村々相定めの事

わ
ば
右
三
か
所
は
勿
論
外
の

入
会
野
山
に
も
一
切
入
れ
申

す
間
敷
候
事
。

（
中
　

略
）

明
和
九
壬
辰
年
七
月
八
日

神
子
柴

村
　

蔦
右
衛
門

田
畑
村
　
　

伝
四
郎

外
六
か
村
（
略
）

（
塩
ノ
井
大
束
文
書
）

こ

れ

は

、

飯

島

役

所

か

ら

大

芝

原

、

三

本

木

原

、

上

ゲ

溝
原

の

う

ち

で

三

〇

町

歩

ほ

ど

開

墾

す

る

よ

う

に

仰

せ
付

け

ら

れ

た

が
、

こ

の

林
野
に
入
り
会
っ
て
い
る
八
か
村
の
代
表
が
集
ま
っ
て
相
談
を
し
、
こ
の
開
墾
の

要
請
を
、
古
田
畑
の
養
い
が
不
足
し
て
百
姓
が
困
窮
を
す
る
基
に
な
る
と
い
う
理

由
で
こ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
に
し
、
さ
ら
に
、
も
し
こ
の
約
束
を
破
っ
て
一
村
た

り
と
も
役
所
の
要
請
を
受
け
る
よ
う
な
村
が
で
た
ら
、
そ
の
村
は
こ
の
三
か
所
の

林
野
の
ほ
か
、
他
の
入
会
野
山
に
も
入
ら
せ
な
い
と
い
う
罰
則
を
定
め
た
申
し
合

わ
せ
で
あ
る
。

こ
の
結
果
が
ど
う
な
っ
た
か
資
料
の
上
で
は
判
明
し
な
い
が
、
た
と
え
支
配
者

で
あ
る
幕
府
の
役
所
の
命
令
で
あ
っ
て
も
、
幕
府
に
納
め
る
貢
租
を
生
産
す
る
古

田
畑
を
養
う
に
必
要
な
入
会
地
を
守
る
と
い
う
大
義
を
も
っ
て
、
村
々
は
団
結
し

て
こ
れ
と
闘
っ
た
の
で
あ
る
。

四8



入会地の争論節第 ２

二
　

主
要
な
入
会
地
争
論

Ｈ
　
宣
］虫
平
の
公
事
と
裁
許

寛
永
一
三
年
（
一
六
三
六
）
ご
ろ

か
ら
、
鳥
居
原
・
中
野
原
・
御
射
山
・
北
沢

山
等
の
入
会
山
原
に
つ
い
て
、
箕
輪
領
と
高
遠
領
の
農
民
の
間
で
小
ぜ
り
合
い
が

起
き
て
い
た
。
そ
れ
は
、
箕
輪
領
内
で
あ
る
鳥
居
原
に
お
い
お
い
新
畑

が
開

か

れ
、
そ
の
新
畑
に
対
し
て
高
遠
領
民
が
入
会
地
が
減
少
す
る
と
し
て
、
牛
馬
を
わ

ざ
と
入
れ
て
新
畑
の
耕
作
を
妨
害
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
高
遠
領
で
は
保

科
肥
後
守
の
代
に
小
沢
入
り
で
金
鉱
が
掘
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
た
め
新
家

が
立
て
ら
れ
て
真
虫
平
の
入
会
地
に
七
畝
ぽ
ど
の
新
畑
が
開
か
れ
た
。
箕
輪
領
は

こ
れ
に
抗
議
し
て
新
畑
を
押
さ
え
た
が
、
高
遠
藩
奉
行
か
ら
箕
輪
領
奉
行
に
対
し

て
新
田
の
者
を
救
う
た
め
の
多
少
の
新
畑
の
開
発
を
認
め
る
よ
う
に
強
い
要
請
が

あ
り
、
箕
輪
奉
行
衆
は
こ
れ
を
容
認
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
も
ひ
そ
か
に
新

畑
の
開
発
が
進
め
ら
れ
て
、
国
替
え
ご
局
遠
藩
主
が
鳥
居
主
膳
に
な
っ
た
こ
ろ
に

は
、
そ
の
面
積
は
三
町
四
反
ほ
ど
に
増
大
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
寛
永
一
五
年
（
一
六
三
八
）
四
月
一
八
日
よ
り
、
箕

輪
領
百
姓
は
番
人
を
つ
け
て
前
記
四
か
所
の
入
会
地
に
対
し
て
高
遠
領
の
農
民
の

立
入
り
を
阻
止
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
措
置
に
よ
っ
て
高
遠
領
の
御
園
村
・

山
寺
村
・
東
伊
那
部
村
・
狐
島
村
の
四
か
村
拉
江
戸
奉
行
所
へ
目
安
状
を
も
っ
て

訴
え
出
た
。
こ
う
し
て
、
大
き
な
公
事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
箕
輪
領
か
ら
は

佐
生
次
右
衛
門
が
数
人
の
事
情
を
よ
く
知
っ
た
農
民
を
召
し
連
れ
て
奉
行
所
に
出

頭
、
松
平
出
雲
守
の
前
で
両
者
が
対
決
し
、
事
情
を
よ
く
調
査
の
上
で
山
原
の
大

方
の
問
題
は
解
決
し
た
が
、
真
虫
平
の
問
題
些
些
垣
領
前
領
主
保
科
肥
後
守
次
第

と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
山
形
の
最
上
へ
行
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
か

す
か
べ
の
庄
屋
扱
い
と
な
り
、
神
慮
が
行
な
わ
れ
て
双
方
次
の
よ
う
な
手
形
が
交

換
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

て

今
度
山
原

の
出
入
り
に

つ
い
て
江
戸
ま
で
罷
り
下

り
、
松
平
出
雲
守
様
御
前
に
て
様

子
互

い
に
申
し
上
げ
、
山
原

の
儀
は
済
み
申
し
候
。
道
よ
り
北
の
内
弐
町
四
方

の
内

（
会
）

入
相
に
定

め
申

し
候
事
実
正
也
。

て

ま
む
し
平
済
み
申
さ
ず
、

つ
い
て
保
科
肥
後
殿
御
口
次
第
と
御
済
み
な
さ
れ
候
。
付

い
て
最
上
へ
下
り
申
し
候
て
か
す
か

べ
の
庄
屋
宿

の
て

い
衆
あ
つ
か
い
に
て
、
高
遠

衆
神
慮
成
さ

れ
候

わ
ば
高
遠
御
領
分
に
き

わ
め
、
み

の
わ
よ
り
神
慮
成
さ
れ
候

わ
ば

み

の
わ
領
分
に
き

わ
め
申
す

べ
く
候

。

但
し
神
慮
高
遠
領
に
き

わ
め
申
し
候
。
此

の
手
形
次
第
に
て
た
が
い
に
是
よ
り
か

へ
し
申
し
候

。

其

の
為
手
形
件

の
如
し

寛
永
拾
五
年

寅
十
一
月
九
日

天
嶋

弥
吉
殿

倉
田
勘
兵
衛
殿

清
水
介
之
丞
殿

右
表
書

き
の
通
り
相
済
む
者
也

寅

の
十
一
月
十
五
日

城
倉
内
蔵
助
⑩

唐
沢
甚
右
衛
門
⑩

か
す

か
べ
の
せ
う
人せ

き
今
次
兵
衛

同
　
　

治
左
衛
門

長

坂

因

幡

守

⑩

（
南

殿

酒

屋

文

書

）

こ
の
よ
う
に
し
て
出
入
り
は
い
っ
た
ん
解
決
し
た
が
、
そ
れ
か
ら
二
七
年
後
の

寛
文
六
年
（
二（
六
六
）
ご
ろ
か
ら
再
び
争
い
が
始
ま
っ
た
。
寛
文
六
年
に
箕
輪

領
か
ら
奉
行
所
に
提
出
さ
れ
た
「
謹
而
書
上
」
に
よ
っ
て
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ

る
。
真
虫
平
の
箕
輪
領
内
に
立
木
が
伸
び
て
来
た
の
で
そ
れ
を
切
り
倒
し
た
と
こ

ろ
、
高
遠
領
か
ら
大
勢
が
押
し
か
け
て
き
て
鎗
を
振
い
鉄
砲
を
打
ち
か
け
、
さ
ら

に
与
地
の
百
姓
を
打
ち
の
め
す
等
の
乱
暴
を
働
き
、
小
沢
村
で
新
林
を
立
て
た
と

こ
ろ
を
な
ぜ
切
り
払
う
か
と
、
大
境
を
無
視
し
た
主
張
を
し
て
い
る
と
訴
え
て
い

卯9
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真虫平 争論裁許 絵図図5-8

そ
の
後
は
箕
輪
領
に
成
育
し
た

松
の
木
を
忍
び
忍
び
に
高
遠
領
民

が
盗
み
取
り
を
し
た
の
で
、
寛
文

九
年

二

六
六
九
）、
箕
輪
領
で
一

斉
に
切
り
払
っ
た
と
こ
ろ
、
高
遠

領
民
が
大
境
を
二
町
ほ
ど
打
ち
越

し
て
来
て
沢
尻
村
の
林
、
居
ぐ
称

の
桑
の
木
等
三
九
〇
〇
本
ほ
ど
を

夜
中
に
切
り
荒
す
な
ど
の
暴
挙
が

あ
り
、
再
び
江
戸
奉
行
所
で
の
裁

き
を
受
け
る
大
き
な
争
い
に
な
っ

た
。

そ
の
た
め
、

寛
文

一
〇
年
（
一
六
七
〇
）
に
幕
府

の
検
使

が
現
地
に
来

て
現
状

を

検
分

し
、
奉
行
所
に

お
い
て
次

の
よ
う
な
裁
許

が
行

わ
れ
た
の
で

あ
る
。

裁
許
絵
図
裏
書

信
州
高
遠
領
御
園
村
・
山
寺
村
・
束
伊
那
部
村
・
狐
島
村
・
小
沢
村
と
、
同
国
飯
田
領
御

子
柴
村
・
田
畑
村
・
殿
村
・
久
保
村
・
大
萱
村
・
中
条
村
・
与
地
村
境
論

の
事
、
高
遠
領

（
会
）

よ

り

は

伊

那

部

道

限

り

の

南

は

高

遠

領

、

北

は

飯

田

領

に

て

野

は

入

相

の

由

申

し

候

。

飯

田
領
よ
り
は
真
虫
平
よ
り
東
へ
八
分
目
境

の
由
こ
れ
を
申
し
、
双
方
申
す
処
不

分
明
に
付

き
見
分
の
為
深
尾
五
郎
右
衛
門
・
赤
井
七
郎
兵
衛
検
使

仰
せ
付

け
ら
れ
、
其
の
処
に
於
い
て

当

地
双
方
百

姓
相
対

を
以

て
境
目
委
細
に
書
き
記

し
弥
々
穿
馨
の
上
、
伊

那
部
道
よ
り
権

現

坂
道
通
り
小
坂

迄
は
原
の
端
通
り
、
そ
れ
よ
り
西
は
真
虫
平

の
北
平

の
八
分
目
双

方
の

領

境
た
る
べ
し
。
但
し
、
入
相
の
野
は
南
は
右

の
境
、
北

は
御
園

山
道
通
り
、
西

は
小
坂

の
下

迄
、
束

は
春
日
街

道
迄
の
内
双

方
入

相
た
る
べ
し
。
小
坂
西

へ
は
高
遠
領

よ
り
一
切

入

る
べ
か
ら

ず
。
但

し
、
有

り
来
リ

の
道

は
往
還

す
べ
し

。
入
相
野

の
内
に
あ

る
沢
尻
村

の
儀
は
先
規
入
相
の
由
双
方
取

替
わ
し
証
文
こ
れ
有
リ
と
雖
も
、
拾

六
年
以

来
飯
田
領

よ

り
本
植
え

の
家
居
も
こ
れ
有
る
条
、
自
今
以

後
飯
田
領
進
退
す
べ
し
。

勿
論
入
相
の
内
へ
双
方
よ
り
七
皿

新
林
一
切
致

す
べ
か
ら
ず
、
後
鑑
の
為

絵
図

の
表
境
目

に
墨
引
之
に
印
判
を
加
え
双
方
へ
下

し
置
き
候
間
永
く
違
失
致
す
べ
が
ら
ざ
る
者
也
。

寛
文
十
戌
年
四
月
十
二
日

内
藤
　

伊
右
衛
門

彦
右
衛
門
　

出
雲

大
隅
　

甲
斐

山
城
　

但
馬
（
但
馬
守
様
御
判

絵
図
表
に
こ
れ
有
り
候
）

大
和
　

美
濃
（
美
濃
守
様
右
に
同

じ
）

（
役
揚
文
書

・
南

殿
酒
屋

文
書
）

か
く
て
、
寛
永
一
四
年
か
ら
始
ま
っ
た
出
入
り
は
三
二
年
後
の
寛
文
一
〇
年
に

な
っ
て
よ
う
や
く
江
戸
奉
行
所
の
裁
許
と
い
う
形
で
決
着
を
み
た
の
で
あ
る
。

こ
の
後
毛
、
し
ば
し
ば
付
近
に
新
畑
仕
出
し
等
の
事
件
が
お
き
て
い
る
が
、
こ

の
寛
文
一
〇
年
の
裁
許
絵
図
が
判
断
の
基
準
と
な
っ
て
解
決
さ
れ
て
い
る
。

』
‥
　北
原
林
場
出
入
り

牢
水
元
年
（
一
七
〇
四
）
七
月
一
五
日
、
北
原
林
場
に
木
下
村
百
姓
四
人
が
草

刈
り
に
六
っ
た
。
こ
れ
を
見
た
北
殿
村
百
姓
の
四
人
が
木
下
村
は
入
会
村
で
な
い

の
に
六
っ
て
草
を
刈
る
の
は
盗
み
刈
り
だ
と
し
て
、
木
下
村
百
姓
の
鎌
一
丁
と
鞍

一
口
を
押
え
取
っ
た
。
す
る
と
、
木
下
村
の
者
が
四
〇
六
ほ
ど
押
し
掛
け
て
き
て

押
え
取
っ
た
鎌
と
鞍
を
奪
い
返
す
と
い
う
事
件
が
起
き
た
。
こ
れ
が
発
端
と
な
っ

て
出
入
り
と
な
大

翌
安
永
二
年
正
月
木
下
村
か
ら
幕
府
奉
行
所
へ
訴
状
が
出
さ

れ
公
事
と
な
っ
た
。
木
下
村
の
主
張
は
、
北
原
は
古
来
か
ら
入
り
会
っ
て
き
た
場

所
で
あ
る
と
い
い
、
他
の
入
会
八
か
村
け
北
原
へ
は
木
下
村
は
い
っ
さ
い
入
り
会

っ
て
い
な
か
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。

同
年
四
月
二
五
日
、
評
定
所
で
吟
味
の
予
定
に
な
っ
た
が
、
検
使
役

が
定

ま
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入会地の争論節第 ２

宍

訴

答

双

方

か

ら

口

上

書

が

差

し

出

さ

れ

、

事

情

聴

取

が

翌

三

年

の

三

月

ま

で

続

い
て

い
る

。

こ

の
北

原

の
球

場

は
元

禄

二

年

（

コ
（

八
九
）
に

出

入

り
が

あ

犬

富
田

、

中

曽

根

が

入

会

権

を

獲

得

し

て

お

り
、

こ

の

二

村

も
争

論

に
加

わ

犬

双

方

の

主
張

の
内

容

が
複

雑

で
容

易

に

解

決

の

運

び

に

な

ら

ず
、

同

年

八

月
、

検

使

と

し

て

新

庄

太
右

衛

門

と
木

暮

朝

右

衛

門

の

二

人

が
現

揚

調

査

に

来

た

。

こ

こ

で

も
検

使

の
質

問

に

応

じ

て

双

方

か

ら

多

く

の

口

上

書

が
出

さ

れ

て

い

る

が
、

八

か

村

側

か

ら

出

さ

れ

た

口

上

書

は

二
〇

通

に

も
達

し

て

い

る

。

こ

の
争

論

は

結

論

と

し

て

、

宝

永

四

年

（
一
七
〇

七
）

三

月
、

江

戸

奉

行

所

よ

り

裁

許

か

お

り
、

そ

の
裏

書

に

よ

る

と
、

入

会

地

の

境
界

に

つ

い

て
木

下

村

側

の

主
張

の

方

が

分
明

で

あ

る

と

い

う

こ

と

か

ら
木

下

村

の

入

会
権

が
認

め

ら

れ

る

と

い

う

裁

定

に

な

っ
て

い

る

。

尚
　

三
本

木

原

・
上

ゲ

溝

原

・
大

芝

原

の

争

論

（
寄

合

新

田

）

…

…
大
萱
村

の
者
共
入
会

の
原
中

へ
大
分
新
畑
新
林
仕
出
し
申
し
候
故
、
入
会

の
村

々

よ
り
人
を
以
て
新
畑
新
林
引

き
候
様
に
申

し
遣

わ
し
侠
所
、
有
無
返
事
こ

れ
無
く

剰

え

此
の
末
も
切

り
開

き
申

す
可

し
と
が
さ
つ
な
る
申
し
方
仕

り
候

。
こ

れ
に
依
り
是
非
無
く

御
訴
訟
申
し
上

げ
候

。
御
燈
見

の
上
大
萱
村

の
者
共
召
し
出
し
新
畑
新
林
御
潰
し
前

々
の

通
り
仰
せ
付
け
下
し
置

か
れ
候
様
願

い
上
げ
奉
り
侠

。
大
萱
村

の
新
畑
新
林
其

の
値
に
立

て
置
き
候
て

は
、
入
相
村
相
立
ち
申
さ
ず
悉
く
難
儀
仕
り
候
。
殊
に
新
畑
新
林
仕
り
候
証

拠
等
も
御
座
候
間
御
慈
悲
に
前

々
の
通
り
に
仰
せ
付
け
な
さ
れ
下
し
置

か
れ
侠

わ
ば
有
難

く
存

じ
奉

り
候

。
以
上

（
千
桐
屋
文
書
）

こ

れ

は
大

萱

村

が

入

会
原

に

対

し

新
畑

新

林

を
仕

出

し

た

こ

と

に

対

し

て
、

元

文

五

年

（
一
七
四
〇
）
入

会

村

々
一

二

か
村

が
大

萱

村

を
相

手
取

り
、

代

官

所

に

出

し

た

訴

状

の
末

尾

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

し

て
争

論

と

な

っ
た

の

で

あ

る

が
、

大

萱

村

と

し

て

は

切
開

い
た

新

畑

新

林

は

す

べ

て
大

萱

村

の
内

野

の

分

で

あ

る

と

し

て

承
服

せ

ず
、

遂

に
江

戸

『
回
目

』

入
会

株

野

ｍ

吻
吻
い一

余

歩
掻

き
な

ら

し

乱

レ

図5-9　 三本木原上ゲ溝原大芝原出入裁許絵図（寄合新田の図）
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入会山野と村 の生活第 ５章

公
事
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
幕
府
か
ら
検
使
が
来
て
現
地
を
調
査
し
、
特
に
検
地

帳
の
土
地
を
一
筆
ご
と
に
当
た
る
こ
と
が
行
な

わ
れ
た

。
そ
し

て
、
寛
保
二
年

二

七
四
二
）
　一
一
月

コ

ー町
七
反

二
畝
五
歩
半
が
入
会
地
へ
の
蚕
食
で
あ
る

と

し
、

こ
の
土
地
を
径
き
散
ら
し
と
し
て
入
会
村

々
へ
差
し
出
す
よ
う
裁
断

が

下

さ

れ

た

。
し
た
が

っ
て
、
こ

の
掻
き
散
ら
し
地
は
当
然
、
林
野
と
な

っ
て
入
会
利
用
さ

れ
る
べ
き
で
あ

る
が
、
実
際
に
は
入
会
林
場
に
戻
さ
れ
ず
に
、
入
札
に
よ

っ
て
羽

広
、
神
子
柴
、
田
畑
、
南
殿
の
四

か
村
が
共
同
、
す
な

わ
ち
寄
り
合

い
で
買

い
取

っ
て
畑

の
ま
ま
で
利
用
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ

れ
が
寄
合
新
田
と
呼
ば

れ
る
も

の
で
あ

る
。

こ

の
寄
合
新
田
は
一

つ
の
新
田
村
に
な
る

わ
け
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
一
戸

も
農
家
は
な
く
、
右

の
四
か
村

の
農
家
が
出
作
に
よ
っ
て
耕
作
し
、
名
主
は
四

か
村

の
名
主
が
交
代
で
寄
合
新
田

の
名
主

を
勤

め
、
年
貢

は
寄
合
新
ｍ

の
名
で
納
入
す

る
と

い
う
形
に

よ
っ
て

運
営

さ
れ
た
。

し

か
し
、

宝
暦

九
年
（
一
七
五
九
）
に
な

っ
て
、
神
子
柴
、
田
畑
両
村

は
そ

の
持
分

を
大
萱
村
に
譲
渡
し
、

寛
政
元
年

二

七
八
九
）
に

は
南
殿
も
同

じ
く
持
分

を
大
萱
村
に
渡
し
、

寄
合
新
田
は
大
萱
、

羽

広
両
村

の
も

の
と
な

っ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
村

の
石
高
に
加
え
ら

れ
て
寄
合
新
田

は
解

消
し

た
の
で

あ
る
。

こ

の
よ
う
に
こ

の
新
畑
新
林

の
仕
出
し
に

よ
る
林
野

の
争
論

は
寄
合
新
田

を
生

み
出
し

た
と

い
う
点
て
、
特
殊
な
例
で

あ
っ
た
と

い
う
こ
と

が
で
き
よ
う

。

聯
　

大
泉
所

た
る
一
件
争

論

こ

の
争
論

は
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
八
月
里
方

の
村

の
一
部

の
も

の

が

大

泉
所

の
た
る
と

い
う
所
（
図
５
１
２
参
照
）
に
、
地
元
村
で
あ

る
大
泉
村
に
連
絡
な

し
に
新
道
（
馬
道
）
を
切

り
開

こ
う
と
し
た
こ
と
に
端

を
発
し

た
山
論
で

あ

る
。

大
泉
村
等
五

か
村

の
山
方

の
村

々
は
「
大
多
留
に
新
道
造
り
込
み
馬
足
自
由
に
致

し
候
て

は
入
会
拾
三

か
村

の
村

々
多
分

の
馬
数

を
以
て
諸
木
伐
り
尽

し

候

朧

は

三

か
年

を
待

た
ず
口

に
て
青
木
尽
き
禿
山
と
相
成
り
候
間
、
水
元
絶
え
五

か
村
用

水

減

の
儀

は
眼

前

に

て
：
」
、

と

い

う

よ

う
に

馬

道

を
作

る

こ

と
に

よ

る

乱

伐

、

水

源

枯

渇

を

心
配

し

て
反

対

し

、
大

泉

村

外

四

か

村

よ

り
松

本
預

り

所

に

訴

え
出

た

。

そ

し

て

、

遂

に
江

戸

奉

行

所

に

よ

っ
て

裁

か
れ

る

公

事

に

発

展

し

た

。

そ

の
後

、
示

談

が

進

み

内

済

証

文

も

で

き

て
争

論

が

終

わ
る

か

に

見

え

た

が

、

南

殿

村

は

こ

の
内

済

証

文

に

捺

印

せ

ず

、

久

保

、

塩

ノ

井

を

誘

っ
て

訴

え

側

に

な

っ
て
天

保

一

五

年

三

月

、

江

戸

奉

行

所

に

逆

訴

訟

を

起

こ

し

た

の
で

あ

る

。

審

理

開

始

後

は
奉

行

か
ら

何

回

も

示

談

が

勧

め
ら

れ

相

互

の
話

し

合

い
が

行

わ
れ

た

が

容

易

に

内

済

が

整

わ
ず

、

訴

訟

よ

り

二

年

半

を

経

過

し

て

し

ま

っ
た

。

弘

化

三

年

（
一
八
四
六
）
四

月

に

至

り

、

よ

う

や

く

示

談

が

成

立

し

、

奉

行

所

の
裁

断

と

い
う

こ
と

に

は
な

ら

な

か

っ

た

。
そ

の
示

談

書

の
主

要

部

は
次

の
よ

う

に

な

っ

て

い

る

。

…
…
右
出
入

り
御
吟
味
中

の
所
拾
三

か
村
入
会
、
大
泉
所
一
山

の
中
何
れ

の
揚
所
に
て
も

牛
馬
索
入

れ
ず
と

の
議
定
こ
れ
無
き
上
は
今
般

の
論
所
相
手
方
に
て
牛
馬
差
し
留
め
候
段

心
得
違

い
、
尤
も
相
手
村

々
ヘ

ー
応

の
懸
け
合
い
も
致
さ
ず
訴
訟
方
並
び
に
引
き
合
い
村

撒
り
に
取
り
繕

い
方
致
し
候
段
是
又
訴
訟
方
引
き
合
い

の
者
共
心
得
違
い

の
段
夫
々
相
弁

え
、
猶
亦
た

る
の
楊
所
其

の
外
共
先
年
よ
り
有
り
来
た
り
の
道
筋
を
以
て
牛
馬
通
用
致
し

候
儀

は
相
手
方
差
し
障
り
申
さ
ざ

る
鴬

且
帰
村

の
上
一
同
立
ち
合
い
有
り
来
た
る
道
筋

出
入
り
中
全
く
破
損
致
し
候
場
所

の
見
極
め
候

わ
ば
、
元
形
見
合
い
取
り
繕
い

い
た
し
追

っ
て
新
道
切
り
開
き
候
か
、
又

は
有
り
来

た
り

の
道
筋
破
損
等
出
来
値
節
は
文
化
度
済
口

証
文

の
趣
に
基
づ
き
大
泉
村
へ
相
届
け
、
入
会
一
同
熟
談

の
上
取
り
繕
い
致
す
可

く
、
そ

の
爾
相
手
方

い
わ
れ
無

き
故
障
申
す
間
敷
く
、
其

の
外
文
政
度
議
定
相
守
り
候
筈
に
て
双

方
申
し
分
無
く
熟
談
内
済
…
…

（
塩
ノ
井
大
束
文
書
）

こ

れ
に

よ

る
と

、
「

何

れ

の
場

所

に

て

も

牛
馬

索

き

入

れ

ず

と

の
議

定

こ

れ

な

き

上

は
、

…

論

所

の
相

手

方

に

て

牛

馬

差

し

留

め
候

段

は
心

得

違

い
：
』

と

し

て

南

殿

側

の
理

論

的

主

張

は
認

め
な

が

ら

、

一

方

で

「

た

る

の
場

所

其

の
外

共

先

年

卯2



第３節　近代 におけ る入会地の変化

よ
り
有
り
来
た
り
の
道
筋
を
以
て
牛
馬
通
用
致
し
候
儀
は
相
手
方
差
し
障
り
申
さ

ざ
る
筈
…
」
と
し
て
、
新
道
に
よ
る
馬
道
を
否
定
し
、
実
質
的
に
は
大
泉
村
四
か

村
の
主
張
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
以
後
に
お
い
て
新
道
切
り
開
き
、
あ
る
い
は
あ
り
き
た
り
の
道
筋
の
取

り
繕
い
に
際
し
て
は
充
分
に
地
元
村
に
連
絡
し
、
入
会
村
一
同
熟
談
の
上
で
行
な

う
こ
と
、
ま
た
、
入
会
山
の
利
用
に
つ
い
て
は
文
政
年
間
に
議
定
し
た
大
泉
所
山

の
入
会
利
用
規
定
を
守
る
よ
う
再
確
認
す
る
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

第
三
節
　
近
代
に
お
け
る
入
会
地
の
変
化

一
　

地

租

改

正

と

入

会

地

‥
｝‥
　
筑

摩

県

下

に

お

け

る

入

会

山

野

の

地

租

改

正

明

治

の
新

政

に

な

っ
て

も

、

農

民

の

生

活
形

式

も

幕

末

の

状

態

が

継

続

さ

れ

て

い
て

、

入

会

林

野

は

重

要

な

意

味

を

持

ち

続

け

て

い
た

。

と

こ

ろ

が

、

明

治

政

府

は

近
代

的

な

租

税

制

度

の

確

立

の

た

め

に
、

明

治

六

年

七

月

地

租

改

正

条

例

を

施
行

し

、
ｍ

畑

や

宅

地

の

み

で

な

く

林
野

に

対

し

て

も

そ

の

作

業

を

進

め

た

の

で

あ

る

。

林

野

は
田

・

畑

・

宅

地

の

地

租

改

正

作
業

の
終

了

後

か

ら
始

め

て

い

る

が
、

既

に

明

治

六

年

三

月

「

地

所

名

称
区

分
法

」

大

政
官
途

一
一
四
号
）
を
出

し

て
政

府

の

意

図

を
示

し

て

い

る

。

す

な

わ

ち
、

凡

て

の
土

地

を
皇

宮

地

・
神

地

・

官

庁

地

・

官
用

地

・
官

有

地

・
公

有

地

・
私

有

地

・
除

税

地

の

八
種

に

分

類

し

、
「
公

有

地
」

と

は

「
野

方

抹

場

の
類

、

郡

村

市

坊

一
般

公

有

の
税

地

又

は
無

税

地

」

と

い
う

規

定

で
、

所

有

形

態

の

あ

い

ま

い
な

も

の

を
公

有

地

と

し

、

入

会

地

は

ほ
と

ん

ど
公

有

地

に

編

入

さ

れ

た

の
で

あ

る

。

当

初

農

民

は
公

有

地

編

入

が

ど

の
よ

う

な

意

味

を

持

つ
も

の
な

の
か

、

充

分

に

理

解

が

で

き

な

か

っ
た

よ

う

で

、

後

に

提

出

さ

れ

た

民

有

地

編

入

の

願

い
書

の
中

に

「

維

新
以

来

公

有

地

ノ

名

ヲ
下

ス
モ

未

開

ノ

人

民

字

義

ノ

何

タ

ル

ヲ

知

ラ

ズ
、

唯

共

有

地

ノ

ー
名

卜

私

想

ス

ル
ノ

ミ
：
」

と

記

し

て

あ

り

、

上

知

（
幕

府
に
所

領

を
返
上
す
亘

し

て

支

配

者

が

変

わ

っ
た

程

度

に

考

え

て

い
た

よ

う

で

あ

る

。

し

か

し

、
中

野

原

へ

の

入

会

い
の

た

め

に

次

の

よ

う

な
願

い

書

が
出

さ

れ

て

い

る

こ

と

は

、

当

時

の

政

府

と

農
民

の

間

の
微

妙

な
変

化

を
表

わ
し

て

い

る
と

い
え

る

。

恐

レ
乍
ラ

書
付

ケ
ヲ
以
テ
願

イ
上

ゲ
奉

り
候

私

共
村

々
入
会
字
中
野
原

ノ
義
上

知
仰

セ
付

ケ
ラ

レ
承
知
畏
ミ
奉

り
候
。
然

ル
処
草
刈
リ
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第５章　入会山野 と村 の生活

時
節
二
立
チ
至
り
空
敷
ク
原
野
二
朽
チ
腐
り
侯
（

歎
カ
ワ
敷
ク
存
ジ
侠
間
、
追
ツ
テ
御
所

置
仰
セ
付
ケ
ラ
レ
候
迄
従
前
入
会
村
々
ニ
テ
株
刈
り
取
り
養
肥
差
シ
支
工
相
成
ラ
ザ
ル
様

仰
セ
付
ケ
ラ
レ
度
ク
、
然
ル
上
（

是
迄
ノ
通
り
野
手
米
上
納
仕
ル
ペ
ク
候
開
、
何
率
格
別

ヲ
以
テ
御
慈
悲
御
許
容
成
シ
下
シ
置
カ
レ
度
ク
偏
二
歎
願
奉
り
候
。
以
上

明
治
六
年
六
月
二

七
日

筑
摩
県
権
令

永
山
盛
輝
殿

第
十
七
大
区
八
小
区

与
地
村
副
戸
長
　
伊
藤
庄
三
郎

（
以
下
入
会
二
三
か
村
代
表
署
名
略
）

（
朱
書
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

書
面

ノ
趣
聞

キ
届
ケ
候
条
追

ツ
テ
入
札
相
達

シ
候
迄
従
前

ノ
通

り
相
心
得
催
事
。

六
月
廿
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　一－

一

（
塩
ノ
井
大
東
文
書
）

入
会
地
利
用
の
願

い
は
早
速
聞
き
届
け
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
の
許
可

の
文
面
の

中
に
も
「
入
札
相
達

シ
候
迄
」
と
あ
る
よ
う
に
、
明
治
七
年
一
〇
月
に
公
有
地
は

相
当
代
価
を
仕
払

っ
て
払

い
下

げ
を
受
け
な
く
て
は
な
ら
な

い
と

い
う
通
達
を
受

け
、
公
有
地
編
入
が
単
な
る
支
配

者
の
変
更
で
は
な

い
こ
と
を
知
っ
て
、
農
民
た

ち
は
驚
き
慌
て

た
の
で
あ

る
。

明
治
七
年
一
一
月
、
政
府
は
太
政
官
布
告
第

コ

ー○
号
に
よ
っ
て
新
た
に
「
地

所
名
称
区
分
法
」
を
公
布
し
、
全
国
の
土
地
を
官
有
地
と
民
有
地
の
二
種
に
区
分

し
、
公
有
地
と

い
う
中
間
的
な
も
の
を
無
く
し
て
し
ま

っ
た
。
民
有
地
は
さ
ら
に

一
種
と
二
種
に
分
け
ら
れ
る
が
、
一
種
は
「
人
民
各
自
所
有
の
確
認
あ
る
も
の
」

で
あ
り
、
二
種
は
「
人
民
数
人
或
は
一
村
、
或
は
数
村
所
有
の
確
認
あ
る
土
地
」

と
さ
れ
、
所
有
の
確
認
の
無

い
限
り
土
地
は
官
有
地
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
入
会
地
の
地
租
改
正
は
「
所
有
の
確
認
」
の
存
在
を
め
ぐ

っ
て
争

わ
れ
、
民
有
と
な
る
か
官
有
地
と
さ
れ
る
か
と

い
う
形

で
進
め
ら
れ
た
。

入
会
山
野
の
官
民
有
区

分
の
確
定
の
た
め
政
府
は
各
村
に

入

会

地

の
「
原

由

図5-10　 入会地原由書上（塩 ノ井大 束文書）

書
」
を
出
さ
せ
て
い
る
が
、
南
箕
輪
村
で
は
明
治
八
年
次
の
よ
う
な
原
由
書
を
筑

摩
県
令
あ
て
に
差
し
出
し
て
い
る
。

入
会
地
原

由
書
上

△

字
大
芝
原

旧
反
別
百

八
十
町
歩

（
注
大
芝
原
の
分
だ
け
掲
げ
る
）

第
十
七
大
区
九
小
区

伊
那
郡
入
会
総
地
元
　
南
箕
輪
村

反

別
三
百
弐
拾

六
町

七
反

九
畝

九
歩
　

第
十

七
大
区

八
小
区
　

西
箕
輪
村

の
内

野
手
米
　

五
斗
四
升
　
　
　
　
　
　
　

羽

広
耕
地
・
大
萱
耕
地
・
大
泉
新
田
耕
地

。

吹
上
耕
地

境
　
東
（

春
日
道

西
（

大

泉
所

山

南
（

寄
合
新
田
羽

広
耕
地
境

北
（

大

泉
村
大

泉
新
田
村
吹
上
村
境
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第３節　近代 にお ける入会地の変化

右
（

古
来

ヨ
ツ
入
会
総
地
元

ニ
テ
、
株
養
肥
刈
リ
取

り
致

シ
来
ク
リ
候
処
、
去
ル
宝
暦

七

年
野
手
税
米
上
納
仰

セ
付
ケ
ラ

レ
、
租
税
御
割
り
付

ケ

二
百
姓
草
場
年
貢

土
記
載

コ
レ
ア

リ
、
右
租
税

ノ
儀
（

各
村

へ
分
賦
高
割
リ
ヲ
以

テ
上
納
仕
リ
、
前
々
ヨ
リ
自

由
致

シ
候
。

此
ノ
段
申

シ
上
ゲ
奉

り
候
。

（
塩
ノ
井

大
束

文
書
）

政

府

は
明

治

八
年

六
月

地

租

改

正

事

務

局

達

乙

第

三

号

に

よ

っ

て
、
「

…

各

地

方

山

林

原

野

池

溝

等

官

民

有

区

別

ノ

儀

几

証

拠

ト

ス

ベ
キ

書

類

コ

レ
有

ル

者
（

勿

論

、

区

別

判

然

致

ス

ベ

ク
鋏

共

、
従

来

数

村

入
会

又
（

Ｉ
村

持

チ

、
某

々
数

人

持

チ

等

積

年

慣

行

存

在

シ
、

比

隣

郡

村

二
於

イ

テ

モ

其

処

二
限

り

進

退

致

シ
来

り

鋏

二
相

違

無

キ
旨

保

証

致

シ
鋏

地

所

べ

仮

令

簿

冊

二
明

記

コ

レ
無

ク

共

慣

行

ヲ
以

テ

民

有

ノ
確

証

卜
視

認

シ
、

是

ヲ

民

有

地

二
編

入

鋏

儀

卜

相

心

得

ベ

ク
：
こ

と

、

人
会

地

官

民

有

区

分

の
規

準

を

示

し

た
。

筑

摩

県

は

こ

の

趣

旨

に

従

っ
て

官

民

有

の
区

分

を
し

、
本

村

関

係

の
入

会

地

は

Ｉ
か

所

も

官

有

地

に

編

入

さ

れ

る

こ

と

な

く
、

全
部

民

有

地

第

二

種

に

編

入

さ

れ

て

、

次

の

よ

う

な

通

達

を

受

け

た

。

「
其

ノ
村

々
普
通
公
有

卜
相
唱
へ
候
地
所
相
当
代
価
ヲ
以

テ
御
払
イ
下

ゲ
ノ
儀

、
昨
七
年

十
月
中
相
達

シ
置

キ
候
処
詮
議
ノ
次
第
コ

レ
有
リ
、
右
（

取

り
消

シ
従
前
ノ
通
り
入

山
差

シ
免

ジ
候
条
、
地
所
『

民
有
地
第
二
種

卜
相
心
得
此
ノ
旨
更

二
相
達

シ
催
事
。
但

シ
左
ノ

通
り
請
書
差

シ
出
ス
可

キ
事
。』

権
令
永
山
盛
輝
代
理

筑
摩
県
参
事
　

高
木
惟
矩

明
治
八
年
十
月
十
五
日

（
塩
ノ
井
大
束
文
書
）

各

地
に

お

い

て
多

く

の
入

会

地

が

官

有

地

に

編

入

さ

れ

て

、

自

由

な

入

会

利

用

が

で

き

な

く

な

っ
た

と

こ

ろ

が
在

っ

た

の
に

比

べ
、

全

入

会

地

が

従

来

の
ま

ま

で

入

会
利

用

が

で

き

る
形

で
残

さ

れ
、

し

か
も

、

相

当

の
代

価

を

支

払

っ
て

払

い
下

げ

を

受

け

る

こ

と

も

必
要

が
な

く
な

り

、

村

全

体

が

安

心

を

し

た
こ

と

で

あ

り

、

早

速
次
の
よ
う
な
請
け
書

が
入
会
村

々
連
名
で
出
さ

れ
て

い
る
。

御
請
け
書
（
注
北
沢
山
の
分
だ
け
掲
占

宇
北
沢
山

て

反
別
千
弐
百
九
町
六
反
歩

東
御
射
山

西
木
曽
奈
良
井
川

南
神
名
沢

北
横
川
山

南
箕
輪
村
之
内

地
元
神
子
柴

耕
地

入
会
外
五
耕
地

西
箕
輪
村

の
内

与
地
耕
地
外
四
耕
地

伊
那
村
一
円

伊
那
部
村

の
内

東
伊
那
部
耕
地
外
三
耕
地

右
（

昨
年
公
有
地

並
ビ
ニ
官
林
ノ
旨
仰

セ
渡
サ

レ
候
処
、
従
前
野
手
税
上
納
自
由
仕
り
来

り
候
慣
行

二
依

り
更

二
民
有
地
第
二
種

二
編
入
仰
セ
渡
サ

レ
承
知
畏
ミ
奉
り
候
。
然

ル
上

（

相
当
地
価
相
附

シ
本
月
終
日
迄

二
申

シ
上
ゲ
奉

ル
可

ク
候
。
コ
レ
ニ
依
り
御
請
ケ
書
差

シ
上
ゲ
奉

り
侯
以
上

。

明
治

八
年
十
月
十
五
日
　

第
十

六
大
区
八
小
区
伊
那
部
戸
長
中
村
喜
平

第
十

七
大
区
廿
小
区
伊
那
廿

戸
長
三
沢
信
十
郎

第
十

七
大
区
八
小
区
西
箕
輪
村
副
戸
長
有
賀
九
左
衛
門

同
断
　

宮
下
源
八

第
十

七
大
区

九
小
区
南
箕
輪
村
副
戸
長
情
水
平
一
郎

戸
長
　

高
木
省
三

（
塩
ノ
井
大

束
文
書
）

§
　

長

野

県
下

に

お

け

る
再

調

査

明

治

政

府

は
先

に

公

布

し

た
乙

第

三

号

に

よ

り

、
「

入
会

慣

行

の
存

在

す

る

土

地

全
部

を
所

有

権

の
確

証

あ

る
も

の
と

視

認

」

し

て
民

有

地

に

編

入

す

る

こ

と

は
、

官

有

地

に

編

入

す

る
面

積

が

極

め
て

少

な

く

な

る

こ

と

を

知

り

、
半

年

後

の

八
年

コ

ー月

、
「

曽

テ

培

養

ノ

労

費

ナ

ク

全

ク
自

然

生

ノ
草

木

ヲ
採

伐

シ
来

ク

ル

ノ

ミ
」

の
土

地

に

つ

い

て

は
、

入

会

の

ど

ん
な

証

拠

書

類

も

所

有

の

確

証

と

は

見
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第 ５章　入会山野と村 の生活

な

さ

な

い

と

い

う
、

地

租

改

正

事
務

局

乙

第

一

一
号

を
公

布

し

た

。

筑

摩

県

は
既

に

入

会
地

の
官

民

有

区

分

を
乙

第

三

号

の
規

準

で

決

定

し

て

し

ま

っ
た

た

め

、

乙
第

一

言
万
は
適

用

さ

れ

な

か

っ

た

が
、

旧

長

野

県

で

は

こ

の
乙

第

一

言
万
を

適

用

し

て

官

民

有
区

分

が
行

な

わ

れ
、

か

な

り

の
官

有

地

編

入

が

強

行

さ

れ

た

（『
県
政
史
第
一
巻
』
）
よ

う
で

あ

る

。

と

こ

ろ
が

、

明

治

九

年

筑

摩

県

が

廃

止

さ

れ

、

旧

筑

摩

県
下

の
大

部

分

の

町
村

は
、

長

野

県

に

編

入

さ
れ

た

。

そ

こ

で

、

地

租

改

正

の

た

め

の

官

民

有
区

分

け

次

の
資

料

の

よ

う
に

再

調
査

さ

れ

る

こ
と

に

な

っ

た

の
で

あ

る

。

第
十

六
大
区
第
十

七
大
区
区
長

各
小
区
正
副
戸
長
一
同
　
　
　
　
　

宛

各
耕
地
地
券

調
惣
代

一
名

右
ノ
山
林
原
野
改
租
ノ
儀
、
旧
筑
摩
県

二
於
テ
反

別
及

ビ
地
価

表
ト
モ
取

り
調

べ
引

キ
続

キ
コ
レ
有
り
候
所

、
南
北

部
卜
異

ナ
リ
長
剰

一
同

へ
諮
問
長
饌
コ
レ
有
ル
条
来

ル
十
一
日

午
前
十
一
時
限
り
西
高
遠
町
派
出
官
旅
宿
へ
前
員
遅
滞
無
ク
罷
り
出
ズ
ペ
ク
候
此
ノ
旨
相

達

シ
候
事

。

十
年
三
月

七
日
　
　

長
野
県
筑
摩
出
張
所

（
役
場
文
書
）

こ

の

よ

う
に

大

区

長

、

小

区

の
正

副

戸

長

、

各

耕

地

の
地

券

調

総

代

を

西

高

遠

に
呼

び
集

め
、

派

出

官

か

ら

山

林
原

野

の
官

民

有

区

分

の
定

め
方

が
南

と

北

（
旧

筑
摩
県
と
旧
長
野
県

）
で
異

な

っ
て

お

り
、

本

省

の
達

（
乙
第

一
一
号
）
に

抵

触

し

て

い
る

点

が

あ

る

か

ら

と
、

再

調

査

を

す

る

こ

と

を
言

い
渡

さ

れ

た

の
で

あ

る

。
こ

れ

に

対

し

、

各

村

々
の

希

望

は
圧

倒

的

に
多

く

が
旧

筑

摩

県

の

調

べ

の

ま

ま
据

え

置

く

こ

と

、

ぜ
ひ

と

も

更

正

が

必

要

で

あ

る

な

ら
、

第

二

次
地

租

改

正

時

に

し

て

欲

し

い
と

の
考

え

に

よ

る

願

い
書

が

次

々
に

提

出

さ

れ

た

の

で

あ

る

。

そ

れ

を

み

て
、

県

も

や

む
な

く
筑

摩

県

決

定

の
ま

ま

五

年

間

据

え
置

き

の

線

で

政

府

に
伺

い

を

立

て

た
と

こ

ろ
、
「

五

ヵ

年

間
据

工
置

キ

ノ
積

り
聞

キ
及

ビ
申

シ
候

所

、

成

規

抵

触

ノ

劃
（

再

調

ヲ

遂

ゲ

申

シ
立

ツ
可

ク
：
こ

（
役
場
文
書
）
と

再

調

査

の

実

行

を

命

ぜ
ら

れ

た

。
そ

こ

で

、

県

は

再

調

査

の

た

め

六

月

七

日

付

け

で

入

会

地

の

「

従

前

公

有

地

箇

所

取

調

帳

」

と

し

て

、

原

由

慣

行

を

二

〇

日

ま

で

に

提

出

す

る

よ

う

に

指

示

し

た

。

そ

の
中

に

「

是
（

検

地

水
帳

、

小

給

書

キ
抜

キ

帳

テ
記

載

コ

レ
有

ル

カ
、

或
（

公

証

ト

ス

ベ

キ
書

類

コ

レ
有

ル

カ
、

何

村

持

卜
唱

へ
自

由

致

シ

候

力
、

従

前

民
費

ヲ
以

テ
苗

木

植
付

ケ
又
（

培

栽

手

入

レ
致

シ
来

り

候

力

（
中

略
）

原

由

慣

行
及

ビ

税

納

有

無

詳

記

ス

ベ

シ
」
（
役
場

文
書
）
と

し

て

あ

る

。

村

と

し

て

は

早

速

「

従

前

公

有

地

箇

所

取

調

帳

」

を

作

成

し

て

提

出

し

た
も

の

と

思

わ

れ

る
が

、

こ

れ
に

付

け

て

次

の

よ

う

な
証

拠

書

類

も

提

出

し

て

い

る

。

一
、
寛
文
一
〇
年
　

真
虫
平
絵
図
面
一
枚
　

て

宝
永
四
年
　

北
原
絵
図
面
一
枚

て

宝
暦

七
年
　
　

御
割

り
付
ケ
　

五
通
　

二

宝
暦
十
一
年
　

御
割
り
付

ケ
　
ニ
通

て

天

保
十
一
年
　

三
本
木
原
規
定
書
一
通
　

て

明
治
二
年
　

入
会
対
談
書
一
通

て

明

治
四
年
　
北
原
分
割

絵
図
面

一
枚
　

て

明

治
五
年
　

南

沢
外

済
口

証
文

一
通

し

か
し

、

再

調

査

の
間

、

入

会

村

々

の
不

安

は

大

き

く

、

県

か

ら

の
質

問

に

対

し

て

で

あ

る
う

と

思

わ

れ

れ
る

奉

答

書

の

ほ
か

に

、

次

の
よ

う

な

三

か

村

総
代

の

「
上

申

」

が

出

さ

れ
、

さ

ら
に

、

民

有

据

え

置

き

の
願

い
書

が

出

さ

れ

て

い
る

。

上
申

数
号
証
書
成
蹟
ヲ
以
テ
旧
筑
摩
県
ニ
テ
民
有
第
二
種
へ
編

入
仰

セ
渡
サ
レ
候
間
、
此
ノ
上

旧
県
御
処
分
御
据

工
置

キ
成

シ
下

シ
置

カ
レ
侠
様
此
ノ
段
願
イ
上
ゲ
奉
り
候
以
上
。

明

治
十
一
年
二
月

十
八
目
　
右
伊

那
村

人
民
惣
代
　

小
坂
又
五
郎

右
西
箕
輪
村
副
戸

長
　
林
宇
右
衛
門

右
南
箕
輪
村
副
戸
長
　

原
　
新
吾

長

野
県
権
令

楢
崎
寛
直
殿

奉

答

書

の
中

で

は

、
長

野

県

の
南

北

を

比

べ

て

山
林

原

野

に

官

民

有

の
差

の
大

き

い
こ

と

を

理

由

に

、

山

林
原

野

慣

行

書

等

を
出

さ

せ

て
再

調
査

を

さ

せ

る

こ

と

は

、

人

民

の
不

信

を

招

く

も

の

で

あ

る

と
言

い
、

さ

ら
に

「
民

有

ノ
権

ヲ
掃

除

シ

5 叱
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テ
官
二
属

サ
ン
ヤ
ト
、
実
是
壹

往
昔

ヨ
リ
自
由
進
退

シ
貢

租
ヲ
納

ム
ル
等
完
傲
然

ク
ル
ヲ
、
今
将

二
此

ノ
地
ヲ

シ
テ
官

二
属

シ
山
林
原

野
ヲ
徴

セ
バ
牧
民

何
ヲ
以

テ

産
ヲ
開

キ
田
圃
ノ
養
肥
口

二
充
ツ
、
薪
炭
如
何
ニ
シ
テ
充
備

ス
、

粒
米
何

ヲ
以
テ

炊

ク
ト
、
頑
民
ノ
苦
情

転
言

々
タ
リ
：
」
（
塩
ノ
井
大
東
文
書
）
と
訴

え
、

ま

た

願

書
に
お
い
て
は
「
右

山
野

ノ
如

キ
実

二
人
民
安

危
ノ
出

ル
処

于

ビ
ア
、
此
ノ
上
何

分

ノ
民
有

ヲ
失

シ
候
様
相
成

り
候
テ
『

人
民
活

路
ヲ
失

シ
、
其
ノ
罪
逃
ル
ニ
道
ナ

ク
、
且
ツ
方
今
人
民

ノ
苦

情
ヲ
聞

ク
ニ
対

ス
ル
言

ヲ
得

ズ
：
』
（
同
文
書
）
と
し
て
、

農
民

の
衷
情

と
そ
れ
を
説
諭
す
る
言
葉
の
な
い
こ
と
を
述
べ
て
民
有

据
え
置

音
を

歎
願
し
て

い
る
。

こ
の
よ
う
な
入
会
部
落
民

一
致

の
運
動

の
効

が
あ
っ
て
か
、
再
調

査

の

結

果

「
原
由
慣

行
成
蹟

調
査
差

シ
出

シ
候
処
書
面
山
野
「

成
規
抵
触
ノ
義
モ
相
見
エ
ザ

ル
ニ
付

…
」
と

い
う
こ
と
で
、
明
治
一
一
年
九
月
に
民

有
地
据
え
置

き
で
結
着
が

つ
い
た
ｏ

こ
引

し

て
入
会
地

の
官
民
有
区

分
と

い
う
大

き
な
問

題
は
ヽ

本
村
関
係

分
け
全
部
民
有
地
第
二
種
に
編
入
に
な
り
、
実
質

的
に
従
来

と
同
様
に
入
会

の
で

き
る
形

で
残
さ
れ
た
こ
と
は
、
村

の
発
展

の
た
め
に

は
幸
せ
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
民

有
地
編
入
に
当

た
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
入

会
地

の
面
積

は
実
測
面
積

と
な
っ
て
、
地
価

も
か
な
り
高

く
決
定

さ
れ
た
の
で
そ

の

Ｉ
〇
〇
分

の
三
の
地
租

は
か
な
り
高

く
、

そ
れ
ま
で

の
山
手
野
手
米
代
価
の
四
～
五
倍
の
税
額
に
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
地
券
交
付
に
当
た
り
、
入
会
地
の
地
引
帳
は
そ
れ

ぞ
れ
の
村
あ
る

い
は
部
落
に
分
割
し
て
記
入
さ
れ
た
湯
合
が
多
く
、
そ
れ
が
後
の
入
会
地
分
割
の

一

つ
の
大
き
な
引
き
金
に
な
っ
て
い
る
。

二
　

明

治
以

後

の

入

会

地

の
利

用

と
保

護

Ｈ
　

入

会
地
の
利
用

入
会
山
野

は
明
治
に
な

っ
て
も
幕
府
治
下

と
そ
れ
ほ
ど
変

わ

る
こ
と
な
く
利
用

さ
れ
て

い
た
。
特
に
明

治
の
中
期

ま
で
は
農
業
経
営
と
農
民

の
消
費
生
活
に
欠

か

せ
な

い
場
所
で
あ

っ
た
。
水
田

の
養
肥
と
し
て
の
刈

敷
は
主
と
し
て
大
泉
所

山
、

蔵
鹿
山
、
北
沢
山
、
南
沢
山
等
の
薪
山
で
刈

り
取

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
明
け
山

の

通
知
を
次
に
掲
げ
る
。

例
一
　
発
乙
第
五
七
九
号
　
　
明
治
四
五
年
五
月
二
七
日

村
長

⑩
　
　
　
　
　

主
任

助
役

⑩
　
　
　
　

係

北
沢
山
刈
敷
明
ケ
山
ノ
儀
旧
慣
則
チ
五
月
節
ヨ
リ
三
日
間
早

メ
六
月
三
日

卜
決
定
致

シ

候
間
関
係
部
落
へ
御
示

達
相
成

り
度

ク
御

通
知
申

シ
進
メ
候

也

村
役
場

数
四
千
員

例

二
　
丙
第

コ

ー七
号
ノ
乙

字
御
射
山
刈
敷
山
ノ
ロ
明
ケ
ノ
儀
六
月
五
日

卜
決
定
侯
条
、
御
部
内

一
般

へ
御
触

レ
廻

シ
相
成

り
度

ク
此
段
通
知

二
及

ビ
候
也

大
正
六
年
六
月
二
日
　
　
　
　
　
　

役
楊

各
区
長
殿

↑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
　
　
　
　

（
役
場
文
書
）

こ

の

二
例

は
明

治

末

か

ら
大

正

時

代

の
も

の
で

あ

る

が

、

い
ず

れ

も

役

場

か

ら

の

公

文

書

の
形

に

な

っ
て

お

り

、
前

者

は

入
会

の
他

の
町

村

ぺ

の
通

知

で

あ

り

、
後
者

は

村

内
区

長

へ

の

通

知

で

あ

る

。
北

沢

山
に

つ

い

て

は
地

元

部

落

で

あ

る
神

子

柴

区

長

か

ら

村

長
当

て
明

け

山
通

知

が
出

さ

れ
、

そ

れ
に

基

づ

い
て

村

役

場

か

ら

他

町

村

今
村

内

各
区

に

通

知

す

る

よ
う

に

な

っ
て

お

り

、

入

会

地

に

お

け

る

地

元

村

と

い

う
慣

行

は

こ

の
時

代

に

ま

だ
残

っ
て

い
た

こ

と

が

こ

の

資

料

か

ら

わ

か

る

。

こ

れ
ら

の
入

会

地

が

村

有

と

い
う
形

に

な

っ
て

か

ら

の

入

会
利

用

は
、

村

有

財

産

か
ら

の
産

物

の
採

取

と

い
う

こ

と

に

な

り
、

村

議

会

の
議

決

を
経

て
明

け

山

の

通

知

が

出

さ

れ

て

い
る

。

球

は
、

主

と
し

て
北

原

・
大

芝

原

・

三

本

木

原

・

中

野

原

等

の
球

場

と

い

わ
れ

る
原

野

で
刈

り
取

ら

れ

て

い

る

が
、

刈

敷

同

様

に

明

け

野

日

限

が

定

め

ら

れ

、

入

卯Z



第５章 入会山野と村の生活

表
５
１

３

明
治
以
降
入
会
地
の
利
用
と
そ
の
変
容

南

沢

山

北

沢

山

矢　 蔵　御

ル 鹿 ぉ

入　山　山

大

泉

所

山

二株 山明刈
明明　 ケ敷
山山　 半山
ノノ　 夏 万

事儀　 翌口
夏　 日五

土　　ヨ
月

用　　り節
入　 留二

口＿ 日株 禁株半刈
証 明 前 明 止明夏敷
文治 明山　 山翌山

ノ五 山ノ　 マ 日五
事 ｀　 儀　 デ ヨ月
‾差　 彼　 草 り節

上　 岸　 刈留二
申　 入　 入山明
済　 七　 山 ケ`

山＿ 委モ年本 皮 桧 諾 卜禁 白

保明 スノ入則 ヲ・　ヲキ止木

護治　ﾉ 山ヽ二
剥椎 得ﾉ －ヽ伐

契一　 警禁背 グ其 ル
戸止木

約 四　 察止 ク コ他 コ長 ム炭

書・　 ノ・者 卜青 卜役 ヲ
焼

一大　 所重一 禁水 ゛場 得等

泉　 断犯 ∫ 止ノ　 ノザ悉
所　 ニノ五　 生　 許 ル皆

明

治

前

期

地刈 前箇蔓刈 回輪 コ五木伐 生輪
元 敷 通所等敷 見伐 卜○シ木 育伐
村葛 リニノ・ 回 ノ　 倍夕禁 ヲ法
番葉　 力採夏 り箇　 ノル止 保 ヲ
人等　 力取草　 所　 償者ノ 護 以

見明　ﾜﾉﾍ ・　　ﾉﾍ　　金ﾉ 場ヽ ステ
回山　 ラ輪葛　 一　 ヲ代所　 樹

り前　 ズ伐葉　 年　 償
価デ　 木

日　 従ノ籐　 一　 フノ伐　 ノ

法
＿ 防植 五刈 卜北 禁ﾉ 刈ヽ共

一明 火 林 年 草ス沢 ズ収草有

治 線箇 閲ヲ拉洞　 得
自人

？ ヲ所 入禁林ヲ　 不 由民

蔵 設周 山ズ地共　 可 ｀ﾉヽ
鹿 ク辺 禁違デ同　　 但`入
山　 境 止反ノ植　 炭 シ山
保　 界　 者伐 林　 焼売伐

護　 二　 十木地　ﾉ 物ヽ木

凪 事植 衛収 過メ゛警 ラ本盟　 林 規
－怠故必報 戸山

笠　 地 程明料ナ ズニ 警 二

八 三 ゛治一 ク出
ョ 報火

ヵ　 一戸欠動 リ　ヲ災
賠　 所　

七二勤消毎 表 ア
回　 規　 野○

ブ火戸 ｙﾚ
蛋　 約　 火 銭卜二一　 ヲ

芭　 ノ　 防徴キ努人　 知

明

治

中

期

行 ＿ 家屋 葉月刈
調 明 用根ﾉ 五ヽ敷

査治 ノ板 秋
Ｓ夏

一 四 ミ小 彼六草

四　 白 岸目ﾉヽ
｀　木 明゛芒

入　 炭 山明種

会　ﾉ ﾍﾞ　　山
＿

慣　 自　 藤六

○　　　○　　　○　　
○

行 ＿ 用屋 シ薪 明夏 明刈
調明 ノ根　 ・ 山草 山敷
査治 ミ坂　 切　ﾉ ヽ ノハ

‾四 ・・　 石　 土 慣芒
四 売小　 年　 用 行種
入 物白　 中　 入　 五

会 八
木　 制　 十　 日

地 禁 自　 限　 日　 下
慣 止家　 ナ　 前　 リ

明

治

後

期

ヲ沢大
村共正
有入九

二会 ｀
統権南

一
及沢

化ビ山
決持神
定分名

統権大

一
及正

化ビ九
ス持 ｀
ル分北

事 ヲ沢

二
村 山

決有入

定二会

シ ツノ大 統権大

テタ南
正 一及正

存部入九 化ビ九

薇
落八 ｀ 決持 ｀

決 ノ入蔵 定分御

定部会鹿　 ヲ射
落檜 山　 村山
有 ヲ ｀　 有入
卜持矢　 二会

○　　
○

決箕大 割大
定輪正 入正

割九 会五
受 ｀ 権 ｀
分大 解大

村泉 消泉
有所　 所

統山　 山
一南　 分

大

正

期

部南名 昭
北箕沢和
沢輪 分七

山ﾉ 害ヽド

デ割入南
受受 会沢
ケ地檜山
ルヲ解・

全消神

Ｏ　　Ｏ

定 ノ昭 入昭
為和 会和

一一
権七

部○ 解 ｀
地 ｀ 消北
上官　 沢
権行　 山

ノ造　
分

設林　 割

行昭 物行昭 昭

造 和 採造和 和
林九 取林二 二
追 、条地 、 、

加公 例保公 官
有 制護有 行
林 定 及林 造

野　 ビ野 林
官　 産官

昭詔

j?

禁

心

組昭 始委 山昭 割昭 御昭 万昭
合和　 員・和　 和 射和 本和
発匹1　 会御三　 三 山三 植二
足三　 発射三　 八 入二 栽八
管 ｀　足 山 Ｓ　 矢 会 ｀ 問 ｀
理生　 Ｅ管 三　 ノ 地蔵 題蔵

産　 植理 四　 南 分鹿 起鹿
森　 林運 蔵　 入 割 山 ル山
林　 開営鹿　 分　　｀　 十

茫

原二ご

彗

昭
和J§

ら変

心

5 昭



第 ３節　近代における入会地 の変化

中

野

原

牛 上

馬 ゲ

飼 溝

場 原

一一
一
本

木

原

大

芝

原

北

原

神

名

沢

明 敷ﾉ 夏

山 事口秋
前　 前留

日　ﾒﾘ 野
惣　　り日
村　 荒限
見　 ラ定
回　 スメ
リ　 間山

背

ﾗ六仏
果
今

弱積四有地一明

‾五一 トノヽ部治
五

町ナ部入四
町四 ル落会 ｀

六
反残有地第

７ 余り又 残一
反＿

入ハル次
九実会個分分
畝面 地人割割

○　　○

－ ノ株
半刈

明 内明 夏敷
治 明山 翌 山

五 山ノ 日五
｀　 儀 留月

同　 処 山節
右　 署　 二

‾　 七　 明
日　 ケ

ら明
治
五

同

右ｗ

有明
原治

野二
ー九
部 Ｓ
賃三
貸二

共

二各明

オ
部治

イ落二
テヘ七

植
分 ｀

林割実

各
質

部的

落 二

形 明 輪割明

デ治 各南治
植二 部箕一
林八 落輪六
開 ｀ 分村 ｀

始村 へ分第
有 分卜一
林 割西次
ノ　 箕分

初明 面 が会割明
ノ治 積 ナ地 コ治
村ニ ニ クノヽ ノ一

ノ七
〇 ナ他分五

植 ｀町 ル村割 ｀
林植 七　　ト ニ第

゛林 反　 ノ ヨニ＿ 八　 関り次

最 歩　 係入分

証樹 ＿ 十モ入
‾木明 年 ノ山

生
治 間八期

育－ ノ草日

保
五 入ヲヲ

， ｀ 山取犯熱
や シ

約 会 止上 夕
定 山　 ゲル

○　　
○

林明 割明
部治 各治
落三 部三
有八 落五
卜 ｀ へ ｀

シ各　
入

テ部　 会
管落　 地
理植　 分

成明 解牛 明

治 消馬治
三　 飼三

九　
場七

｀　分 ｀
分　 割上

割　 入 ゲ
図　 会溝
完　 権原

言

割決七
羅

‰

○　　　○　　○
慣－ 二松 慣株 割明
行明 無 葉 行 下 各治
調治 償期 二草 部三
査 四 供 目 ョ採 落八

‾四 与 ヲ ル取 へ ｀

｀　定　ﾉﾍ　　 第
入　 メ　 従　 二
会　 村　 来　 次
地　 民　 ノ　 分

○　　　○　　○
行－ 習明 野七 割明

調明 慣野 九月　 治`
査治　 中 月半 部三
一四　 午 彼夏 落 四

四　 前 岸生 へ ｀

｀　
中 止 ｀割第

入　 刈 野下 渡三
会　 取　 草 シ次
慣　 ル　　明　 分

皿

ば
詰
問
所

＿ 林会議大
大 地権 正
芝 保解 大三
原 護消正 ｀
卜 規　九村
共 定大 有`
通 制正決統

‾ 定七定一
植入決

樹 民落 ノ株 林会議大
木 二葉 慣下 地解 正

ﾉヽ 無ﾉヽ 行草 保消大三
一 償期 ニノ 護 正 ｀
切 供 目 ヨ採 規大九村

伐 与ヲ ル取 定正 有`

採　 定　ﾉ ヽ 制七決統
禁　 メ　 従 定 定`一
止　 村　 来　 植入決

共規大 村受大
通定正 有地正

‾制七 林村三
定 ｀ 卜有 ∫

一
植 シ統四

大林 テー ｀
芝地 経化部
原保 営 以落

卜護　 後割

○　　○

地昭 林部
区和 ・落
開三 補有
田 Ｓ 植林

西 丿

天　 ゴ

開　　ァ
田　 植

○　○食 部

糧 落
増 有
産 林

ノ　一為 部
開 開

墾 墾

○　　○間 補村

伐 植有
伐　 林
採　　卜
売　 シ
却　 テ

植
林

○　　　○　　　○　○
間 ノ戦 地昭 村
伐 為時 区和 有
伐 一 中 ノ三 林
採 部農 開 Ｓ ノ

売 開産 墾 ｀ 植
却 墾資　 西 林

源　
天　｀

開　 開 補
発　 田 植

○　　　○　○
ノ戦 地昭 村
為時 区和 有

一
中 ノ三 林

部農 開 Ｓ 補
開産 墾西 植

墾資　 天
源　 竜
開　 開
発　 田

合 中 林昭

・ノ
原和

南
原 野三

原開 ノニ
開拓 処 ｀

拓帰 分部
品 蓉

組組　 山

合合西 林昭
Ｅ・ミ 原和
入 南ノ 野二

植
原ワ ノニ

開 開開 処 ｀

拓拓拓 分部
帰帰　 落

納納　 有
組組　 山

卜四 園昭 帰昭 開糧昭

シ
ニ 建和 農和 墾増和

テ・ 設四 組二　 産二
貸九 ヲ七 合一　 ノ一

与ha 始 ∫ 入 Ｓ　 為 ∫
ゴ メ ｀植 ｀　四二
ル ル運 開大　 一五

フ　 勣 拓芝　 町 ｀
場　 公　 原　 余食

○　　○
一昭 林昭

二 和 原和
戸二 野三
入一 ノ三
植 ∫ 処 ｀

開二 分部
拓二　 落

北　 有
原　 山
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第５章　入会山野と村の生活

相
純

ス
コ
ト

ヲリ
惣 ノ
方為
拵馬

ウ定

員
鞍

白
露
明
野
秋
分
中

二
止

野明
野
中
午
前
中
自
由
に

伺

り
孜
リ

会

部

落

に

通

知

さ

れ

て

一
斉

に

入

野

し

て
刈

り
取

っ

て

い

る
が

、

一
般

に

午

前

中

だ
け

刈

り
取

る
定

め

に

な

っ

て

い

た

よ

う

で

あ

る

。

用

材

に

つ

い

て

は
、

自

家

用

で

あ

れ

ば

か

な

り
自

由

に

伐

採

さ

れ

た

よ

う

で

あ

る

。
屋

根

板

、
小

白

木

等

も

自

家

用

の
伐

採

は

認

め

ら

れ

て

い
た

。

し

か

し

、
販

売

の

た

め

の
伐

採

は
禁

止

さ

れ

て

お

り
、

明

治

以

後
入

会

地

の
利

用

規

定

も

逐

次

改

訂

強

化

さ

れ
、

ま

た
、

造

林

も

積

極

的

に

行

な

わ

れ

て

そ

の
保

獲

対

策

が

と

ら

れ
、

入

会

地

の
分

割

や

開

墾

等

も

大

き

な

問

題

と

な

り

、

入

会

地

利

用

は
し

だ

い

に

多

様

化

し

て
き

た

。
明

治

以

降

の
入

会

地

利

用

規

定

の
概

要

お

よ

び
利

用

形

態

の

変

化

は

表

５
－

３

の
よ

う
に

な

っ

て

い

る

。

ｄ
‥
　
入

会

地

の

保

護

時

代

が

進

む

に

つ
れ

て

入

会

地

の
利

用

は

し

だ

い
に

多

様

化

す

る
と

共

に

、

気

ま

ま

に

な

る

傾

向

を

示

し

、

人

口

の

増

加

は

こ

の

傾

向

に

拍

車

を

か

け

る

こ

と

に

な

る

。
そ

の

た

め
利

用

規

定

が

厳

し

く

な

る

と

共

に

、

規

定

違
反

者

に

対

す

る

罰

則

も

強

化

さ

れ

て

い

る

。

一
方

で

明

け

山

前

の
盗

み

刈

り

な

ど

を

防

ぐ

た

め

の

見

回

り
が

定

例

化

す

る

よ

う

に

な

っ
て

い
る

。

明

治

二
（

年

に

は

村

費

に

Ｉ
〇
円

を

計

上

し

、

次

の

よ

う
な

入

会

山

の
監

視

を

し

て

い
る

。

入

会
山
野
ニ
オ
イ

テ
刈
敷
盗
ミ
刈
リ

ノ
者

コ
レ
有

ル
趣
相
聞
キ
値

ニ
ツ
キ
、
例
年
通
り
山

番

人
足
差
シ
出

シ
厳
重
取

り
締

り
方
御
注
意

コ
レ
有

り
度

ク
、
就
イ
テ
（

左
記
ノ
通
リ
ノ

割
合
ヲ
以

テ
来
ク
ル
ニ

五
日

ヨ
リ
施
行
相
成

ル
様
御
執

り
計
ラ
イ
然

ル
可

キ
ト
存
ジ
候
段

申

シ
進
メ
候

。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

役
　

場

大

泉
所
山

・
蔵
鹿

山
へ
　
　

久

保
両
割
　

大
泉

申

シ
合

ワ
セ
山
番
差

シ
出

シ
申

ス
ペ
キ
事

ひ
伐
採

こ
冗
却

・
食
糧
増
産
ノ
為
開
墾

合
：
入

植
開
拓

南
沢
・
神
名
沢
・
御
射
山
　
　
　

北
殿
・
南
殿
・
田
畑

〉
へ

北
沢
兼
蔵
鹿
山
　
　
　
　
　
　
　

神
子
柴
・
沢
尻

申

シ
合
ワ

セ
山
番
差

シ
出

シ
申

ス
ペ
キ
事

（
『
入
会
山
分
割
史
』）

し

か
し

、

入

会

山

の
荒

廃

は

し

だ

い
に

進

み

、

特

に

樹

木

伐

採

の

増

加

が

荒

廃

を

ひ

ど

く
し

、

そ

の

ま

ま
放

置

す

る
こ

と

は

将

来

に

大

き

な

禍

根

を

残

す

と

考

え

て
、

大

泉

所

山

に

つ

い
て

は

入

会

村

々
相

寄

っ
て

、

次

の

よ

う

な

保
護

契

約

書

を

定

め

て
保

護

に

努

め

た

の
で

あ

る
。

契
約
書
（
抜
粋
）

入

会
字
大
泉
所
山
保
護
方
法

ヲ
今
般
更

二
協
議
ヲ
遂
ゲ
、
該
山
ノ
規
定
ヲ
定
ム
ル
左
ノ
如

シ
。

第
二
条
　

白
木
及
ビ
炭
焼
等
悉
皆

禁
止
ス

但

シ
止
ム
ヲ
得
ザ
ル
場
合

二
於
テ
（

地
元

南
箕

輪
戸
長

役
場
へ
申

シ
出

テ
入
会

共
有
者
ノ
許
諾
ヲ
得
テ
着
手
ス
ル
ヲ
法
ト
ス

第
三
条
　

桧
・
椎

其
ノ
他
木
ノ
生
皮
ヲ
剥
皮
ス
ル
コ
ト
ヲ
禁
ズ

第
四

条
　

放
火

セ
シ
モ
ノ
ヲ
知
リ
テ
其
ノ
姓
名
ヲ
告

ゲ
ズ
、
或

イ
（

失

火
ヲ
徒
視

シ
消
防

二
注
意
セ
ザ
ル
モ
ノ
（

第
五
条
ノ
例
ニ
ョ
ル

第
五
条
　

本
則

二
㈹
反

シ
若

シ
ク
（

知
リ
テ
告

ゲ
ザ
ル
モ
ノ

ベ
　

ー
カ
年
以
上
五
ヵ
年
以

内
入
山
ス
ル
ヲ
禁
ズ
。
該
反

重
キ
モ
ノ
（

警
察
官
吏

ノ
所
断

ヲ
求

ム
ル
ヲ
法
ト

ス
。

第

七
条
　

入
会
集
会
ノ
召
換

二
応
ゼ
ザ
ル
モ
ノ
（

入
会
協
議

ノ
権
利

ヲ
自
棄

ス
。

右
条
款
ノ
規
矩
（

入
会
ノ
純
利
ヲ
得
ベ
キ
モ
ノ
タ
レ
バ
総
者

必
ズ
垂
戻
ス
ル
事

聯

レ
、
依

ツ
テ
担
任
ノ
連
署
ヲ
成

シ
後
日
ヲ
保
ス
ル
件

ノ
如

シ
。

明
治
十
四
年
十
二
月
十
九
日
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第 ４節　入会山野の整理 と株野 の分割

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
久
保
耕
地
惣
代

丸
山
寛
一

（
以
下
入
会
各
耕
地
代
表
署
名
略
）

（
塩
ノ
井
大
東
文
言
）

翌
年

の
明
治

一
五
年
に

は
北
沢
山
・
南
沢
山
・
神
名
沢

の
入
会

の
村

々
は
、
こ

の
入

会
地

の
樹
木

を
保
護

す
る
こ
と

を
目
的
と
し
、
ニ

ー
か
条
に
及
ぶ
「
約
定

の

証
」

を
定

め
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
る
と
「
北
沢
、
南
沢
ヲ
区
分

シ
輪
伐
法
ヲ
以

テ

樹
木
生
育
保
護
法
ヲ
設
ケ

ル
」
と
し
て
、
北
沢
、
南
沢
共
に
輪
伐

地
域
と
禁
伐

地

域

と
に
分
け
、
輪
伐
地
域

だ
け
で
入
山
伐
木
を

認

め
（
た
だ
し
白
木
、
屋
根
板
、
炭

の
自
家
用
以
外
の
伐
木
を
禁
止
）
、
禁
伐

地
域
で
の
一
切
の
伐
木

を
禁
止
し
て

い
る
。

さ
ら
に
、
輪
伐
、

禁
伐

の
地
域

を

Ｉ
〇
年

ご
と
に
変
更
す

る
と

い
う
方
法
を
採

っ

た
。刈

敷
、
夏
草
、
葛
葉
等

は
従
来

の
規
定
に
従

い
採
取
さ
せ
て

い
る
が
、
伐

木
と

共

に
草
刈

り
の
違
反
者

に
対
す
る
罰
則

は
厳
し

く
な
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
樹
木
伐

採
禁
止
ノ
場

所
ニ
テ
伐
木

ヲ
ナ
シ
ク
ル
者
「

伐
木
代
価

ヲ
算

シ
五
拾
増
倍
ノ
金
額

ヲ
償
ワ

シ
ム
可

キ

事
」
、
「
刈
敷
、

夏
草
、

落
葉
等
入
山
期
日
ヲ
犯

シ
蔓
除

シ
、

或
（

盗
ミ
ヲ
ナ
シ
タ
ル
者
「

其

ノ
草

ヲ
取

り
楊
ゲ
十
年
間
入
山
ヲ
差

シ
止
メ
ル
ペ

シ
」
と
な

っ
て

い
る
。
さ
ら
に
、

追
加
規

定
の
中
に
、

こ
れ
ら
の
規
定

が
守

ら
れ

る
よ
う
に
番
小
屋
を
造
り
、
監
守
人
二
人
を
定
め
て
保
護

を
図

る
と
し

て
い
る
。

入
会
地
の
よ
り
積
極
的
な
保
護

は
植
林

で
あ
る
。
国

は
地
租
改
正
に

よ
り
官
有

地
を
設
け
、
よ
り
多
く

の
官
有
林
を
作
り
、
さ
ら
に
森

林
の
重
要

性
を
認
識

し
て

植
林
を
奨
励
し
、
そ
の
育
成
に
努
力
を
始
め
た
。
長

野
県

と
し
て
も
明
治

一
四
年

に
植
林
奨
励
概
則
を
制
定
し
、
少
額
で
は
あ
る
が
奨
励
金
を
交
付

し
て
各
村
に

植

林

を
さ
せ

た
。
本
村
で
は
入
会
地

の
北
原
に
松

の
植
林
を
し
て

い
る
。

第
四
節
　
入
会
山
野
の
整
理
と
林
野
の
分
割

一
　

入

会

株

野

の

初

期

の

分

割

明
治
二
年
の
中
野
原

入
会
取

り
締

り

の
「
対

談
書
」
（
塩
ノ
井
大
束
文
書
）
の
中

に
、
「
入
会
山
原

ノ
儀
従
前
ノ
仕
来
リ
モ
コ

ン
有
り
候
処
、
連
年
自
信
ノ

取

り

計

ラ
イ
コ
レ
有
リ
、
且

ツ
又

小
黒
原
新
発
等

ノ
儀

二
付

キ
箕
輪
領

ヨ
リ
掛
ケ
合
イ
」

に
及
ん
で
、
「
箕
輪
領

ヨ
リ
手
限
り
入
会
原
ノ
儀
割
地
開
発
」
を
し
た
い
と

提

案

さ
れ
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し

て
明
治
五
年

の
「
示
談
謐

文
」
（
同
前
文
書
）
の
中

に
、
「
字
中
野
原
四
分
通
り

割
地
ノ
分
今
般
御
払
イ

下

ゲ

ノ
趣
仰
セ
出
サ
レ
候
所
、
右
御

払
イ
地
相
成

り
信
テ
（

入

会
総
村
活
計

ノ
道

ヲ
失

イ
困
難
相
極
マ
リ
、
御
園
村
、
山
寺
村
両
村

ノ
儀
「

別

ケ
テ
難
渋
二
及

ビ
候

二
付

キ
」
と
あ
り
、

い
っ
た
ん
は
四
分
通
り
割
地
払
い
下

げ
が
伊
那
県

か
ら
沙

汰
が
あ

っ
た
が
、
旧
高
遠
領
の
村

々
、
特
に
御
園
、
山
寺
両
村

か
ら
歎
願

書
が
出

さ
れ
て

割
地
の
事
は
、
「
総
原

ノ
内
弐
分
通
リ
、

高
へ
五
分
戸
数

へ

五
分
平

等

二
割
合

イ

進
退
致

ス
可

ク
」
と
、
二
分
通
り
割
地
す
る
こ
と
で
示

談
が
成
立
し
た
こ
と
が
示

さ
れ
て

い
る
。
こ

の
結
果
が
ど
う
な

っ
た
か
資
料
が
な
く
不

明
で
あ
る
が
、

入
会

原
野
が
勝
手
気
ま
ま
な
利
用
に
な
り
取
り
締
り
も
充
分
で
き
な

い
か
ら
、
分
割
を

し

て
管
理
し
や
す
く
す
る

か
、
開
拓
し
て
利
用
し
よ
う
と
す
る
動

き
が
あ
っ
た
こ

と

が
理
解
で

き
る
。

入
会
原
野
特
に
北
原
・
大
芝
原
・
三

本
木
原
・
中
野
原
等
は
平

地
の
原

野
で
あ
っ

て
、

し
か
も
村
落

の
近

く
で

あ

る

か

ら
、

抹

を
採
取
し
て
家
畜

の
飼
料
や
既

耕

地
の
養
肥
源

と
す
る
に

は
便
利

な
揚
所
で

あ
る
が
、
反
面
で
、
開
墾
を
し
て
畑
と

し
て
利
用

し
、
よ
り
有
利

な
収

益
を
上
げ

た
い
と

い
う
欲
求
も

か
な
り
強

か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
人
口
の
増
加
、

小
作
農
民
や
零
細
農
民

の
増
加

は
、
入
会

地
を
開
墾
地
と
し
て
解
放
す
べ
き
圧

力
と
し
て
働

き
、
別
に
、
用
材
及

び
薪
炭
需

5刀



第 ５章　入会山野と村 の生活

西

卜 Ｚ

南

ぶ　　　　　jE

よ　

Ｊ　　　 ／　

春日道

要

の
増
大
に
対
応
し
て
入
会
林
野
を
林
と
し
て
有
効
に
利
用

し
よ
う
と
す
る
動

き

も
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
情
勢

の
中

で
入
会
地
に
対
し
切
り
添
え
畑

の
仕
出
し

が

行

な

わ

れ
、
ま
た
、
林

の
立
て
出
し

が
あ
り
、
入
会
地
の
周

辺
か
ら
の
侵
略
は
か

な
り
進
行

し
て

い
た

。
後
に
入
会
地

の
整
理

が
行

な
わ
れ
る
が
、
そ
の
時
の
重
要
課
題
が
こ
れ

ら
の
侵
墾
畑
や
立
出
林
の
整
理
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
　

泉
　

村

吹
　

上
　

村

大

泉
新

田

村

中
曽
根
新
田
村

図5-11　 北原第一次分割略図

こ
れ
が
入
会
地
を
分
割
さ
せ
る
大
き
な
誘
因
と

な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
入
会
地
分
割
へ
の
気
運

が
し
だ
い
に
高
ま
っ
て
く
る
が
、
最
初
に
典
型

的
な
分
割
が
行
わ
れ
た
の
が
北
原
で
あ
る
。

‥｛
｝
　北
原
の
分
割

北
原
は
明
治
四
年
に
第
一
次
の
分
割
が
行
な

わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
総
面
積
二
〇
四
町
五

反
三
畝
二
九
歩
の
う
ち
、
中
央
西
寄
り
に
五
分

の
Ｉ
ほ
ど
の
原
野
を
入
会
地
と
し

て
割
り
残

し
、
残
余
を
入
会
の
各
村
に
分
割
し
て
い
る
。

（
図
５－
1
1）

分
割
方
式
は
入
会
村
の
戸
数
に
応
じ
て
分
割

す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
各
村
々
の

割
り
受
け
面
積
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

久
　

保
　

村
　
三
万
五
一
〇
〇
坪

塩
　

ノ
　

井
　
二
万
一
六
三
一
″

北
　

殿
　

村
　
五
万
〇
六
二
二
″

南
　

殿
　

村
　
二
万
三
〇
六
二
″

田
　

畑
　
村
　
四
万
三
八
七
五
″

四
万
九
五
〇
〇

″

二
万
六
七
五
八
μ

二
万

ご
一
七
五

″

三
万
三
〇

六
二

″

木 富

下　田

村 村

／残

三
万
五
四
三

七
μ

二

一
万

八
三

七
五

″

四
九
万
〇

一
九
八

″

反
　

別
　
四
一
町
四
反
コ

ー歩

総
入
会

こ
の
よ
う
に
し

て
分
割

さ
れ
た
後
、
各
村
で
割
り
受
け
た
原
野
は
大
泉
、
北
殿

512



第４節　入会山野の整理と株野 の分割
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－
０

池

圧

－
一
一
到

一
一
一

壬

汀回「ド球 ヤ

咋

｜

二
万
九
千
拾
七
坪

西
箕
輪
村
ノ
内

大
萱
耕
地

大
泉
新
田
耕
地

吹
上
耕
地

中
曽
根
新
田
耕
地

ｊ

ｊ

ｊ

凶
○
こ
こ
到
団
｛

圭

一
間

半

－

－

１

凶

亘

理
溶

回

一
斗

図
面
字
北
原
旧
入
会
地
一
同
立
会
実
地
反
別
及

ビ

経
界
標
査
定
致
候
依
之
相
互
人
民
永
遠
権
義
ヲ
確

守
ス

ベ
牛
者
也

明
治
十
五
年
四
月
二
十
日

午
一
五
度

八
一
間

初

杭

伊
那
郡
南
箕
輪
村

人
民
総
代

丸
山
　

寛
一

他
十
二
名
署
名
捺
印

○

中
箕
輪
村

人
民
総
代

北
條
孫
四
郎
○

他
　
三
名
署
名
捺
印

西
箕
輪
村

人
民
総
代

小
林
五
郎
平
○

他
　
七
名
署
名
捺
印

北原 第二次分割図図5-12

の

よ

う

に

さ

ら

に

各
個

人

に
分

割

し

た

と

こ

ろ
、

部

落

有

の
共

有

地

と

し

て

残

し

た

と

こ

ろ

、
南

殿

、

田

畑

の
割

り
受

け
地

の
よ

う

に

一
括

個

人

に

買

い

取

ら

れ

て

植

林

さ

れ

た

所

と
様

々

で

あ

る

。

第

二

次

分

割

は
、

第

一

次
分

割

で
割

り
残

さ

れ

た
原

野

の
分

割

で

、

明

治

一

五
年

に

行

な

わ

れ

た

。
（
図
5
1
1
2
）
こ

の
と

き

旧

村

々

は
そ

れ

ぞ
れ

南

箕

輪

・
中

箕

輪

・
西

箕

輪

の
三

か
村

に

併

合

さ

れ

た

の
で

、

新

し

い
三

か

村

に

分

割

す

る
と

い

う
形

を
と

っ

て

お

り
、

そ

れ

ぞ

れ

の
割

り

受

け

面

積

は

次

の

よ

う

で

あ

っ

た

。

八
万
四
七
九
二
坪
　

南
箕
輪
村
の
内
久
保
両
割
・
沢
尻
・
大

泉
・
北

殿
・
南
殿
二

田
畑
の
各
耕
地

五
万
三
二
五
六

″

中

箕
輪
村
の
内
木

ノ
下

・
富
田

各
耕
地

二
万

九
〇
一
七

″

西
箕

輪
村

の
内
大
萱

・
大

泉
新
田

・
吹
上
・
中
曽
根
新
田
各

耕
地

(＝)

大
芝
原
の
分
割

大

芝

原

は
、

明

治

一
五

年

六
月

よ

り

分

割

作

業

が

始

め

ら

れ

、

翌

一

六

年

四

月

次

の
よ

う

な

大

芝

原

分

割

の
「

証

」

が

作

成

調
印

の

運

び

に

な

り
、

五

月

に

分

割

図

が

作

成

さ

れ

裏

書

調

印

が

行

な

わ

れ

た

。
（
図
５
－
1
3
）

証

て

原
野
百
五
万

三
千

三
拾
五
坪
　

大
芝
原

全
部

内
三
千

弐
百

九
拾
弐
坪
　
　

大

泉
耕

地
井

敷

此
訳
千
四
百

六
拾
坪
　
　
　

南
箕
輪
村
割
請
区
域

二
属

ス

千

八
百
弐
拾
四
坪
　
　

西
箕
輪
村
割
請
区
域

二
属

ス

七
拾
万

五
千
弐
百

七
拾
五
坪
　

南
箕
輪
村

此
訳
　

三
拾

八
万
三
千

九
百
九
拾

七
坪
　

明
治
九
年
調
査
耕
地
宅
地
地
券
代
価

請

三
拾
二
万
千
弐
百

七
拾
八
坪
　
　

同
右
反
別
受

三
拾
四
万
四
千
四
百
五
拾
三
坪
　
　
　
　
　

西
箕
輪
村

5 Ｈ



第５章　入会山野と村の生活

けヽ Ｚ
義調 図

明 ヲ 査面裏
治確 ヲ大
十守 遂芝書
六ス ゲ原

入
会
両
村
総
代
一
同
立
会
之
上
反
別
再

経
界
標
ヲ
査
定
ス
就
而

八
永
遠
相
互
権

ペ
シ
依
ツ
テ
連
署
交
換
ス
ル
モ
ノ
也

年
五
月
廿
六
日

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村

九
山
　

寛
一

征
矢
彦
十
郎

之
用
水

唐 有松 清原
沢賀沢 水

斉
信
一

十
郎

源
五
郎

一
平

金

】
郎

赤
羽
　
嘉
一

倉
田
　

三
郎

清
水
　

重
樹

清
水
平
一
郎

有
賀
　

光
彦

日
戸
　
　

勝

高
木
　

誠
三

？

ｆ

Ｉ

此
訳
拾
四
万

八
百

六
拾
三
坪
　
　

明
治

九
年
調
査
耕
地
宅
地
地
券
代
価
請

弐
拾
万
三
千
五
百

九
拾
坪
　
　

同
右
反
別
請

右
（

入

会
両
村

総
代

一
同

立
チ
合
イ
去

ル
明
治
九
年
度
地
券
調
査

二
基
ヅ

キ
訂
査
ヲ
遂
ゲ

標
記
反

別
ノ
如

ク
分

割
ス
。
該

境
界

線
南

端
羽

広
耕
地

請
ケ
寄
合
新
田
、
東
北
隅
栗
ノ
木

ヨ
リ
丑
ノ
一
分
へ
百

三
拾
三
間

壱
分

弐
厘

、
夫

ヨ
リ
戌

ノ
廿
五
分

へ
八
間

六
分

六
厘
ヲ
距

り
字
新
地
獄

坂
路
中
央
へ
引
キ
付
ケ
之
ヲ
繋
ギ
、
彩
界
線
東
部
ヲ
以

テ
南
箕

輪

所

有

ト

シ
、
西
部
ヲ
以

テ
百
箕
輪

村
所

有
ト
ナ
ス
。
斯

ノ
如

ク
分
割
整
頓
経
界
塘

築
設

セ
ル
上
（

西
箕
輪
村

原
　

新
一

有
賀
伝
四
郎

宮
下
源
太
郎

西
村
小
文
吾

白
沢
　

折
蔵

南
箕
輪
村
戸
長

西
箕
輪
村
戸
長

原
　
　

文
作

有
賀
彦
三
郎

林
宇
右
衛
門

重
盛
五
郎
治

泉
沢
友
三
郎

穂
高
孫
三
郎

宮
下
啓
太
郎

図5-13　 大芝原第一次分割図

相
耳

氷
遠
権
限
ヲ
論
越

ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
依

ツ
テ
将
来

二
錯
乱
ナ
キ
ヲ
要
ス
ル
為
一
同

連
名

捺
印

シ
テ
交
換
ス
ル
モ
ノ
也
。

但

シ
里
道
及

ビ
総
テ
路
線
（

従
前
ノ
如

ク
往
来

ス
ベ

シ
。

明
治
十

六
年
四
月

上
伊
那
郡
南
箕
輪
総
代

丸
山
　

寛
一
将
　

赤
羽
　

嘉

一
⑩

征
矢
彦
重
郎
⑩
　

唐
沢
重
一
郎
⑩
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第４節　入会山野の整理と林野の分割

原
　
　
信
一
⑩
　
清
水
　
重
樹
⑩

倉
田
　
三
郎
⑩
　
清
水
　
　
斉
⑩

有
賀
　
光
彦
⑩
　
清
水
　
十
郎
⑩

清
水
平
一
郎
⑩
　
旦
戸
　
　
勝
⑩

松
沢
源
五
郎
⑩
　
有
賀
　
一
平
⑩

高
木
械
三
舟
戸
長
穂
高
孫
三
郎
⑩

上
伊
那
郡
西
箕
輪
総
代
（
略
）

（
塩
ノ
井
大
東
文
書
）

大
芝
原

の
分
割

は
こ

の
よ

う
に
、
北
原
で

の
戸
数

へ
の
分
割
と
異
な
り
、
地
租
改

正
時

の
地
価
と
反
別
に
割
り
当
て

る
方
式
を
採
用
し
て

い
る

。

い
ず
れ
に
し
て
も
こ

の
段
階
で
北
原
、
大
芝
原
共
他
村
と

の
人
会
関
係
は
解
消

し
、
村
内

の
部
落

だ
け

の
入
会
地
に
な

っ
た

わ
け
で
あ

っ
て
、
こ
れ
が
さ
ら
に
各

耕
地
へ
分
割
さ

れ
る

の
は
明
治
三
〇
年
代

の
こ
と
で
あ
る
。

二
　

入

会

山

野

の

整

理

明

治

に

な

っ
て

か

ら
、

入

会

地
利

用

に

つ

い
て

の
取

り

締

り

が
不

行

届

き

に

な

り

、

切

り

添

え

畑

冲

立

て

出

し

林

等

に

よ

る

侵

食

が

だ

ん

だ

ん

ひ

ど

く

な

っ
て

き

た

。
既

に

明

治

一

三

年

、

侵

墾

地

の

次

の

よ

う

な

解

決

の

例

が

残

っ
て

い
る

。

示
　

談
　

書

大

芝
原

ノ
儀
文
政
年
度
絵
図
面
ノ
通
り
更

二
経
界
相
立
テ
申
ス
可

ク
、
就

イ
テ
（

切

り
添

工
畑
ニ
テ
共
有

二
係
ル
部
分
（

掻
キ
潰
ス
ベ
ク
（

勿
論
二
候
得
共
、
数
年

ノ
労
カ

モ
コ
レ

有
リ
、
且
ツ
券
状
等
モ
相
受
ケ
候
義

二
付
キ
、
該
本
人
ヨ
リ
達
ツ
テ
相
嘆

キ
候

二
付

キ
、

入
会
村
々

二
於
テ
モ
勘

弁
ヲ
加

エ
ヽ

畑
（

券
面
代

価

ノ

右

倍

【
皿

づ
Ｉ
ペ

バ
ト

づ
胆

】

リ
）

ト
シ
テ
本
人
へ
売
り
渡

シ
申
ス
可

ク
ヽ

林
ノ
儀
（

立
木
ノ
有
益
モ
コ
レ
有

ル
ニ
付

キ

実
地

二
望
ミ
応
分
ノ
代
価
相
定
メ
是
亦
売
り
渡

シ
申
ス
可

ク
、
尤
モ
券
状

二
関

セ
ザ
ル
分

（

悉
皆

掻
キ
潰

シ
申

ス
可

ク
コ
レ
ニ
依

り
示
談
証
件
ノ
如

シ

明
治
十

三
年

九
月
　
　
　
　
　
　
　
　

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
惣
代
　

倉
田
三
郎

μ　　 μ

有
賀
光

彦

高
木
誠

三

上
伊
那
郡
西
箕
輪
村
羽
広
耕
地
惣
代
　
重
盛
兵
太
郎

（
塩
ノ
井
大
束
文
書
）

こ
れ
は
地
租
改
正

に
際
し
て
侵
墾
地
に
地
券
を
受
け
て
し
ま
っ
た

例

で

あ

る

が
、
地
価
の
二
倍
の
代
価

で
売
り
渡

す
と
い
う
形

で
解
決

し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か

に
も

コ

二
年
、
二
一
年

等
に

侵
墾
地

を
売
り
渡
し

た
例
か
お

り
、

そ
の
つ
ど
解
決

し
て
い
る
面

も
あ
る
が
、
長

い
年
月

の
間
に
境
界
が
不
明
確
に
な

っ
て

い
る
と
こ

ろ
が
極

め
て
多

く
な
っ
て
き
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
事
態

を
憂
慮
し
、
ま

た
一
面

で
入
会
地
分
割

の
世
論
も
高

ま
っ
て

い
る
情
勢
を
考
え
て
、
入
会
地
の
整
理
の
必

要
性

を
痛
感
し

た
穂
高
孫
三
郎
ら
は
、
村
役
場
に
働
き

か
け
て
明
治
二
九
年
五
月

に
村
に
入
会
山
野
整
理
委
員
会
を
成
立
発
足
さ
せ
た
。
そ
し
て
、

整
理
委
員

会
は

伊
那
町
及

び
西
箕
輪
村
に
働
き
か
け
て
、

そ
の
年
か
ら
入
会
山
野
の
実
地
整
理

に

と
り

か
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ

の
入
会
山
野
整
理
の
内
容
に

つ
い
て
、
終

始
指
導
的
立
場

に
立
っ
て
整
理
に

努
力
し
た
穂
高
孫
三
郎
の
「
入
会
山
野
実
地
整
理

日

誌
」
（
塩
ノ
井
大
東
文
書
）
に

よ

っ
て
、
そ

の
大
要
を
記
述
し
よ
う
。
こ
の
入
会
地
の
整
理

は
明
治
二

九
年

の
五

月

か
ら
、
同

三
六
年
の
困

難
を
極
め
た
中

野
原
分

割
終
了

の
六
月

ま
で
、
足
掛
け

八
年
の
歳
月
を
要
し
、
委
員
会
、
総
会
等
の
会
議
ニ

ー
○
余
回
、
協
議
、
談
判

を

重
ね
る
こ
と
二
〇
〇

回
、
境
界

踏
査
、
実

地
測
量
、
地
図
作
成
等

を
含

め
延

べ
五

一
五
日
の
日
数
を
費
し
、

時
に
は
早
朝
か
ら
時
に
は
午
後

か

ら

深

夜

に

か

け

て
、
時
に
は
行
く
先

々
に
止
宿
し
て
話
し
合

い
や
作
業

を
続
け

る
な

ど
、
こ

れ
に

働

い
た
委
員
や
人
足
等
の
延
べ
人
数
は
お
び
た
だ
し

い
数
に

の
ぼ

っ
て

い
る
。

初
め
中
野
原

の
境
界
実

情
調
査

を
行

な
っ
て
い
る
が
、
間
も
な
く
北
沢
、
南
沢

両

山
の
見

回
り
に
な
り
、
盗
伐

が
発
見

さ
れ
て
そ
の
解
決
を
し

た
後
、
御
料
林
と

の
境
界

調
査
が
行

な
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
境
界
調
査
に
は
御
料
局
属
員
立
ち
合

い

515



入会山野と村 の生活第5 章

で
行
な
っ
て
い
る
が
、
意
見
の
対
立
が
あ
っ
て
多
く
の
日
数
を
要
し
た
。
遠
い
山

中
の
こ
と
と
て
毎
日
通
う
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
、
幾
夜
も
権
兵
衛
峠
の
茶

屋
に
泊
り
込
み
、
時
に
は
野
宿
を
重
ね
て
踏
査
し
て
い
る
。
一
一
月
と
い
う
寒
い

季
節

の
山
上
で

の
野
宿
は
大
変
な
こ
と
で
、
寒
さ
の
た
め
一
睡
も
せ
ず
に
焚

火
で

暖
を
と
り
、
下

の
部
落
か
ら
苦

労
を
ね
ぎ
ら
っ
て
担

ぎ
上

げ
差
し
入
れ
て
く
れ
た

酒

を
汲

み
交
わ
し
た
こ
と
、
あ
る
野

宿
の
夜

は
雪
に
降

り
込

め
ら
れ
て
し

ま
っ
た

こ
と
な
ど
が
書
き
残
さ
れ
て
い
る
。

部
落
の
近
く
の
踏
査
に
な
る
と
、

そ
の
入
会
地
に
利
害
関
係

が
強

く
か
ら
み
、

整
理
に
も
必
ず
し
も
賛
成

で
は
な
い
の
で
、

そ
の
部
落
と

の
談
判
や
説
得

か
ら
始

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ど
の
よ
う
な
結
果
に

な
る
か
に
不
安

を
持

つ
面
が

多

い
の
で
、
踏
査
す
る
に
先

立
っ
て
充
分
協
議

の
末
、
次

の
よ
う
な
規
約
が
作
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

共
有
山
野
境
界

踏
査
の
規
約

一
、
上
伊

那
郡
南
箕

輪
村
　
　

南
箕
輪
村

宇
三
本
木
原

て

上
伊
那
郡
西
箕
輪
村

字
牛
馬
飼
場

て

上
伊
那
郡
西
箕
輪
村

字
上
ゲ
溝
原

西
箕

輪
村
ノ
内
大
萱

・
大

泉
新
田
・
上
戸
・
中
条
・
与
地

西
箕
輪
村

ノ
内

上

戸
・
中
条
・
与
地

・
大
萱
・
大
泉
新
田

羽
広

南
箕

輪
村

西
箕
輪
村
ノ
内
羽

広
・
上
戸

・
中

条
・
与

地
・
大
萱

・
大

泉
新
田

南
箕
輪
村

て

前
記
実
地
踏
査

二
着
手
（

明
治
三
十
年
十
一
月
十
三
日

卜
定
メ
順

次
踏
査
ス
。
但

シ

雨
天
（

順

延
ト

ス
。
出
頭
時
間
（

午
前
第
八
時
卜
定
メ
連
日

従
事
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

但

シ
踏
査
時
不
参
又
（

遅
参
ノ
者
（

其
ノ
権
ヲ
自
棄

シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
付

キ
、
本
件

二
関

シ
異
議
ヲ
唱
フ
ル
事
ヲ
得
ズ
。

て

踏
査
結
フ
ノ
分
（

直
チ
ュ
敷
九
尺
高
サ
三
尺
以

上
ノ
標
墳

ヲ
要

所
要
所

二
築
設

ス
ル

モ
ノ
ト

ス
。

て

境
界
線
ノ
模
様
ニ
ョ
リ
侵
墾
地
ヲ
掻
キ
散

ラ
シ
、
或
（

立
テ
出

シ
立
チ
木
ヲ
伐
採

シ

見
透

シ
ノ
便
ヲ
量
ル
モ
ノ
ト
ス
。

て

経
界
線
内

二
存
置

ス
ル
侵
墾
地
、
立
テ
出

シ
林
（

貸
借
若

シ
タ
（

競
売

ス
ル
モ
ノ
ト

但
シ
価
格
及

ビ
借
地
料
（

時

ノ
物
価

二
伴
イ
高
低
ヲ
定

ム
。

二

時
勢
ノ
沿
革

ニ
ョ
リ
地
目
変
換

ヲ
要

ス
ル
（

与
論

二
決

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。

一
、
従
来
ノ
駄
道
ヲ
切

り
狭
メ
為

二
屈
曲
等
ノ
箇
所
（

専

ラ
車
輛

ノ
便

ヲ
謀

り
改
修

ス
ル

モ
ノ
ト
ス
。

明

治
三
十
年
十
一
月
十
日
　
　
　
　
　

上
伊

那
郡
南
箕
輪

村
　
清
水
平

一
郎

外

九
名

（
略
）

上
伊
那
郡
西
箕
輪
村
　
城
取
易
太
郎

外

八

名

（
塩
ノ
井
大
東
文
書
）

こ

の

よ

う

な

規

約

を

作

り

実

地
踏

査

を

始

め

て

も
、

侵

墾

や

立

て
出

し

が

あ

る

と

双

方

の

意

見

が

対

立

し

て

ま

と

ま

ら

な

い
場

合

が
多

い

。

そ

の

た

び
に

古

絵

図

や

古

証

文

を

持

ち

出

し

て

意

見

の

対

立

を
解

き

ほ

ぐ

し
、

了

解

点

に

達

す

る

こ

と

に

努

力

す

る

が

、

時

に

は
反

対
部

落

は

立

ち
合

い

を
拒

ん

で
出

席

し

な

い
場

合

も

あ

る

。
こ

の
よ

う

な

場

合

に

は

忍

耐

強

く
先

ず
同

じ
土

俵

に
引

き

入

れ

る

こ

と

か

ら

始

め

ね

ば

な

ら

な

い
。

切

り

添

え

畑

な

ど

の
問

題

だ

け

で

な

く
、

道

路

や
用

水

路

の
問

題

も

派

生

的

に

生

ま

れ

て

部

落
相

互

間

の
争

論
に

ま

で
発

展

し

、

他

の
部

落

の
委

員

が

そ

の

仲

裁

に

当

た

る

こ

と

に

な

り
、

十

数

日

を
要

し

て

よ

う
や

く
示

談

に

こ

ぎ

っ

け

る

と

い
う

よ

う

な

余

分

な
仕

事

も

あ

っ

て
、

委
員

の
仕

事

は

並
大

抵

で

は
な

か

っ
た

よ

う

で

あ

る

。

侵

墾

地

の
問

題

は

そ

の

つ
ど

解

決

し

な

く

て

は
先

に

進

む

こ

と

が

で

き

な

い

。

こ

の
時

の
整

理

は

境

界

を

紛

ら

わ

し

く

な

い

よ

う

に
直

線

化

す

る

と

い

う

こ
と

も

あ

り

、

地

先

の
部

落

の

要

求

を

か

な

り

入

れ

る
形

で
解

決

せ

ざ

る

を
得

な

か

っ

た

5 拓



第４節　入会山野 の整理と株野の分割

よ
う
で
、
次

の
よ
う
な
入
会
地

の
特
売
が
行

な
わ
れ
て
い
る
。

表
５
ｊ
４
　
入
会
地
特
売
分

大

泉

所

氏 ″

邑

全 ″

烈

孚 ″

ノ
巴

中

野

原

牛

馬

飼

場

八卦

ｻﾎﾞ

心

牛

馬

飼

場

μ

一一一

本

木

原

μ

⌒

μ

西

部
心

μ

上

ゲ

溝

原

入

会

地

名

－

町

一
一一
反

四

畝

七

歩

六
町
六

六反
畝
一

八
歩

一

反

歩

五
町

一
七 反

畝

一

一
一一歩

立

出

分

四
反
一
一畝
一
一
五
歩

？ 切

添

地

立

出

分

？
九
反

五畝

一

一
歩

四
丁

五
反

五
畝

九歩

μ

新
規

立
出
分

面

積

一
一一
六
円

○

銭

四

○
○
円

○
銭

六
円

○
銭

一
一一
一
○

円

四

六

銭

六
〇
円

○
銭

一円

○
銭

壱

坪
四
銭

？ ７

●

－

○
○
円

○
銭

九
四
円

四

一
銭

一
一○

五
円

○
銭

？ 五円

託
言

金

額

吹

上

沢

尻

大

萱

jミ

ハこ

小
沢

心仏

中
条

八
個
心

西
驀

村

上
戸

徊
心

//

心個

W

大

萱

//

羽

広

玄

白

小
沢

徊

心

特

売

先

境
界

が
確
定
す
れ
ば
委
員

監
督

の
も
と
に
人
足

の
人

た
ち
に

よ
っ
て
境
界
標
が

立
て
ら
れ
、

あ
る
い
は
境
界

塚
を
築

き
立
て
、
測
量
手

を
雇

い
入

れ
て
実
地
測
量

を
行

な
い
、
入
会
地

ご
と
に
絵
図
面

を
調
整
す

る
。
絵
図
面
が
で
き
る
と
各
委
員

が
点
検

の
後
裏
書

を
し

て
署
名
捺
印

を
し

て
整
理

は
終
了
す

る
。
永
年
の
乱

れ
を

整
理
し
、
分

割
の
基
礎
作

り
と
な

る
大
変
な
仕
事
で
あ

っ
た
と
思

わ
れ
る
が
、
そ

れ
に
も

ま
し

て
複
雑
に
絡
み
合
う
利
害
関
係
を
調
整
し
つ

つ
、
長
期
間
に
わ
た
っ

て
忍
耐
強
く
こ

の
仕
事
を
や
り
遂
げ
た
熱
意
と
実
行

力
に
は
頭

が
下

が
る
思

い
で

あ

る

。

三
　

入

会

原

野

の

後

期

の

分

割

Ｈ
　

共

有

原

野
分

割

に

至

る
時

代

の

大

勢

「
共
有
原
野
ヲ

シ
テ
空

シ
ク
放
棄

シ
置

ク
（

苦
忍
ス
ル
能
ワ
ザ
ル
ナ
リ
、
以
前
（

原

野

ニ
テ
肥
料
ヲ
取
リ

ク
ル
モ
今
日
ニ
テ
（

皆
紫

雲
英
ヲ
播
種
シ
或
（

蔓
草
ヲ
作
リ
テ
肥
料

ト

シ
多

ク
（

要

セ
ザ
ル
モ
ノ
ノ
如

シ
、
如

何
ト
ナ
レ
バ
何

レ
ノ
原
野

モ
芝
草
ヲ
過
半
刈

り
残

セ
リ
、
努
メ
テ
之

二
落
葉
松
、
栗
（

勿
論
、
椚

、
楢
ヲ
植
栽

シ
以
テ
杵
蚕
ヲ
飼
養

シ
利
益

ヲ
射
、
或
（

落
葉
（

以

テ
肥
料

ト
セ
バ

ー
挙
両
得

ノ
便

卜
謂
ウ

ペ
シ
、
望

ム
ラ

ク
（

Ｉ
村

或
（

Ｉ
耕

地
相
謀

り
相
挙

ツ
テ
植
林

二
注
意

セ
ラ

レ
ン

コ
ト
ヲ
望

ム
）
。

（
役
場
文
書
）

こ

れ

は
、

明

治

二
（

年

上

伊

那

郡
下

の
有

力

農

民

で

組

織

す

る

農

談

会

の
第

三

回

会

議

に

お

い
て

、
「
共

有

山

野

ノ
方

法

ヲ

改

良

シ
遺

利

ヲ

拾

フ

事

」

が

話

題

の

一

つ
と

さ

れ

、

そ

の

席

上

神

子
柴

耕

地

の

高
木

省

三

の
発

言

で

あ

る

。

こ

の
こ

ろ

既

に
紫

雲

英

が

裁

培

さ

れ

て

お

り
原

野

の
抹

利

用

が
減

少

し

て

い

る
こ

と

、

し

た

が

っ

て
、

株

刈

り
取

り

の

た

め

の
入

会

地

の
存

続

は
共

有

原

野

を

空

し

く

放

置

し

て

お

く

こ
と

だ
と

感

じ

て

お

り
、

植

林

を

し

て

入

会

地

を

よ

り

有

効

に

利
用

す

る

こ

と

を
説

い

て

い

る

の
で

あ

る

。

こ

れ
に

加

え

て

、

当

時

の
上
伊

那

地
方

は

養
蚕

業

が

急
速

に

発

達

し

て

い

た

。

明

治

二

五

年

に

は

上
伊

那

の

養

奈

戸
数

は

一
万

戸

を
超

え

、

三

一
年

に

は
製

糸

会

社

上
伊

那
社

が

創

立

さ

れ
、

三

七
年

に

は
早

く
も

養

蚕

収

入

が

米

作

収

入

を

超

え

る

ほ

ど

の
発

達

ぶ

り

で

あ

っ

て
、

そ

れ
に

伴

う
桑

園

の
増

加

に

よ

っ
て

大

豆

粕

、

過

燐

酸
石

灰

等

の
購

入

肥

料

施

用

の
傾

向

が

し

だ

い
に

増

加

し

、

そ

れ

が

林

の

必

要

性

を
急

速

に

減

少

さ

せ

、

入

会

原

野

の
あ

り

か

た

に

大

き

な

転

換

の

気

運

を

生

み

出

し

た
と

考

え

ら

れ

る

。

一
方

、

長

野

県

は
明

治

一

四

年

二

〇

〇

町

歩
以

上

の

開

墾
可

能

な
場

所

の

調

査

5 俘
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を
命

じ
、
開

墾
に

よ
る
国
土

の
有
効
利
用

の
点
に
着
眼
し
、
さ
ら
に
、‐
明
治
三
四

年
に

は
「
公
有
林
野
整
理
規
則
」

を
定

め
、
五
町
歩
以

上

の
公
有
原

野
の
取
り
調

べ
を
開
始

す
る
な
ど
、
こ

の
時
代
は
一
般
民
衆

の
開
拓
へ

の
欲
求
と
共
に
、
明
治

三
〇
年

に
国

の
公

布
し
た
森

林
法
に
示

さ
れ
た
森
林
政
策

の
遂
行

の
た
め
に
、
共

有

林
野
の
入
会
権

的
利
用

か
ら
の
解
放

が
大
き

な
課
題
と
な

っ
て
い
た
時
代
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

入
会
原

野
を
開

墾
し
、
耕
地

と
し
て
利
用
し
、

あ
る
い
は
植

林
す
る
こ
と

が
ま

さ
に
時
代

の
趨
勢
で
あ
っ
て
、

こ
れ
を
感
し
と
っ
た
人

た
ち
が
入
会
原
野

を
林
場

と
し
て
従
来

ど
お
り
の
入

会
利
用

を
す
る
よ
り
、
各
部
落

あ
る
い
は
個
人
に
分
割

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
り
有
効
に
利
用

で
き
る
と
考
え

る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ

こ
に
柱
野
の
広
範
囲

に
わ
た
る
分
割
が
始
ま
る
理
由
が
あ
っ
た
。

≒
　

中
野
原
の
分

割

中

野
原

分
割
の
件

は
、
入

会
山
野
の
整
理

作
業
中

の
明
治
三
三
年
末
に
提
案

さ

れ
て
い
る
。
南
箕
輪

村
と
し
て
は
北
原
、
大
芝
原

の
分
割

の
問
題
も

あ
り
、
原
野

分
割
推
進
の
た
め
各
耕
地
よ
り
一
名

ず
っ
を
選

び
三
三
年
二
月
に
原
野
分
割

委
員
一

会
を
成
立
さ
せ
た
。
そ
れ
以

来
、
精
力
的
に
村
独
自
で
分
割
に
つ
い

て

話

し

合

い
、
さ
ら
に
伊
那
町
や
西
箕
輪
村
と
の
協
議
も
進
め
て
い
る
。
し
か
し
、
伊

那
町

の
う
ち
小
沢
、
平

沢
、
坂
下

の
三
部
落
が
中
野
原

の
分
割
に
強
く
反

対
し
、
分
割

問
題
は
容
易
に
進
展
し
な
か

っ
た
。
そ
の
う
ち
に
、
南
箕
輪
地
籍
内
の
入
会
地
に

対
す
る
特
別
村
税
の
問
題
が
発
生
し
た
。
す
な
わ
ち
、
村
地
籍
内
に
あ
る
入
会
地

に
入
会
権
を
持

つ
他
町
村

の
部
落
に
対
し
特
別
村
税
を
賦
課
し
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
が
問
題
に
な
り
、
そ
れ
が
郡
長
の
調
停
に
ま
で
発
展
す
る
こ
と
に
な

っ

た
。
こ

の
こ

ろ
入
会
権

の
整
理
近
代
化
は
国
及
び
県
の
方
針
で
あ
戸
て
へ

中
野
原

分
割
問
題

は
特
別
村
税
賦
課

の
問
題

を
契
機
と
し
て
、
郡
長

の
関
与

の
も
と
で
進

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
分

割
問
題

は
よ
う
や

く
軌
道
に
乗
り
、
明
治
三
五
年
郡

役
所
に

お
い
て
一
町
二

か
村

の
協
議
会
が
持

た
れ
、
次
の
よ
う
な
決
議
が
行
な

わ

れ

た

の

で

あ

る

。

一
、
東
北
隅
に
運
動
場
を
設
置
す
る
こ
と
。
但
し
、
南
北
百

聞
、
東
西

一
五
〇
間

。

一
、
沢
尻
芋
ノ
田
の
貸
地
を
売
却
し
、
該
金
を
以

て
南
箕
輪

村
特
別
村
税
を
支
弁
す
る
こ

て

入
会
一
町
二
か
村
各
五
名
ず
つ
委
員

を
選

定
し
、
明

六
日

よ
り
分

割
標
準
、
そ
の
他

必
要

事
項
を
協
議
し
、
来
る
十
一
日

入
会
惣

会
へ
提

出
す

る
こ
と
。

て

貸
地
売
却
代
金
の
内
南
箕

輪
村
反

別
割
、
伊

那
町
、
西
箕
輪
村
賦
担
額
に
対
す
る
弐

割
を
一
町
一
村
へ
特
別
配
当
す

る
こ

と
。

（
塩
ノ
井
大
束
文
書
）

こ
う
し
て
、
一
町
二
か
村
各
二
名
に
よ
る
中
野
原
分
割
委
員
会
が
構
成
さ
れ
、
分

割
作
業
か
進
め
ら
れ
、
実
地
測
量
や
問
題
点
の
解
決
の
後
、
明
治
三
六
年
五
月
分

割
を
完
了
、
七
月
に
分
割
絵
図
（
図
5
1
1
4）
に
裏
書
調
印
が
行
わ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
中
野
原
の
分
割
の
明
細
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

中
野
原
分
割
明
細

惣
反
別
参
百
六
拾
弐
町
五
反
拾
八
歩

内

主
町
壱
反
拾
八
歩
　
　
斯
道
敷
地
分
引
キ

五
町
歩
　
　
　
　
　
　運
動
場
分
引
キ

引
キ
残
り
参
百
五
拾
弐
町
三
反
七
畝
壱
歩

内
反
別
参
百
四
拾
町
歩
　
　
　
　
分
割
ス

″

拾
弐
町
三
反
七
畝
壱
歩
　
特
売
ス

此
ノ
割
り
方

三
分
　
　
　
地
価
割
　
三
拾
万
六
〇
〇
〇
坪

弐
分
　
　
　
反
別
割
　
弐
拾
万
四
〇
〇
〇
坪

弐
分
五
厘
　
戸
割
　
　
弐
拾
五
万
二
〇
〇
〇
坪

弐
分
五
厘
　
区
割
　
　
弐
拾
五
万
二
〇
〇
〇
坪

地
価
　
三
拾
六
万
百
五
拾
三
円
七
九
銭
五
厘

百
円
二
付
キ
　
ハ
四
坪
九
合
六
勺

5 招



第 ４節　入会山野の整理 と抹野の分割

中 与 上 大 大 沢 大 神 田 南 北 久 久 伊 狐 古 下 上 境 目 横 平 小 西 荒 坂 山 御

jl　 ・ ヰ 付　 新 新

条 地 戸 田 萱 尻 泉 柴 畑 殿 殿 割 割 林 島 町 田 田　 影 山 沢 沢 町 井 下 寺 園

耕

地

名

－　 一 一 一　 一　 一　 一 一　　 一 二　　 一 一 二　 一 一

五 六 八 五 －　 － ○ 五 九 九 四 五　 五 四 三 五 八 三 五 三 二 八 三 四 八 七

四 〇 〇 一 四 七 八 一 二 三 八 五 〇　 一 二 六 二 〇 七 二 五 二 五 三 一 一 六
三 一 四 七 六 八 一 三 六 三 七 五 九　 〇 三 七 〇 七 八 六 三 八 九 八 二 四 三

八 三 三 五 六 四 一 九 二 三 二 〇 五　 〇 六 〇 九 三 七 八 八 八 三 六 四 一 六 坪

地

価

割

一　 一　 －　 一　　　　　　　　　　　　　　　 一 一

五 七 九 七 三 一 二 八 〇 四 一 五 九　 四 六 一 一 七 八 五 五 八 五 ニ ー 九 八

ゝ　 ゝ　 ゝ　 ゝ　 ゝ　 ゝ　ゝ　 ゝ　 ゝ　 ゝ　 ゝ　 ゝ　 ゝ　　　　ゝ 　 ゝ　 ゝ　ゝ　 ゝ　ゝ　 ゝ　 ゝ　 ゝ　 ゝ　 ゝ　ゝ　 ゝ　 ゝ

七 三 五 二 九 七 九 一 八 六 七 〇 八　 三 二 一 七 〇 一 一 二 八 〇 六 九 一 四

九 〇 七 四 八 五 一 二 八 一 二 七 八　 四 〇 五 七 五 七 ニ ー 五 一 一 三 九 五

五 〇 六 － ○ 三 四 一 六 〇 五 二 七　 五 五 一 五 一 九 八 五 九 三 四 五 六 二 坪

反

別

割

一　 一　 一　 一　 一　　　　　 一　　　　　　　　　 一 二 一 一
六 七 〇 七 二 二 三 八 〇 六 二 五 九　 八 〇 三 四 六 八 五 五 七 五 三 八 三 八

八 五 九 一 七 七 四 一 六 八 七 七 四　 〇 四 九 三 五 七 七 四 七 五 二 三 三 〇
八 四 三 〇 八 三 四 九 〇 八 八 九 〇　 八 九 三 七 五 〇 九 六 六 二 八 六 三 八
六 二 〇 五 八 三 四 八 二 六 八 三 〇　 八 三 五 二 八 四 三 五 〇 一 一 二 五 八 坪

戸

数

割

九 九 九 九 九　 九 九 九 九 九 九 九　 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九

八 八 八 八 八　 八 八 八 八 八 八 八　 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八
〇 〇 〇 〇 〇　 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇　 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

八 八 八 八 八　 八 八 八 八 八 八 八　 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 坪

区

割

三 三 一 一 三 四 二 一 三 四 五 二 四 三ゝ　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ

○ 三 五 七 三 〇 一 九 一 七 五 七 〇 五
二 〇 〇 一 六 九 〇 四 三 七 九 七 九 六
六 二 四 五 二 一 七 七 七 六 九 四 一 四 残

引学

蹴

分差

二 三 三 二 四　 四 三 四 三 五 二 四 四 三 三 一 一 三 四 二 二 三 五 六 三 四 四

七 〇 八 九 八 五 七 六 六 〇 四 五 四 四 四 七 七 九 八 六 三 二 五 四 三 一 六 〇
ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ 　ゝ　ゝ 　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ 　ゝ　ゝ　ゝ 　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ 　ゝ　ゝ

九 六 三 三 〇 二 九 二 五 六 一 二 一 九 三 四 〇 四 一 三 八 〇 五 一 四 四 三 四

二 六 五 二 四 七 七 七 五 三 九 二 九 九 一 四 六 四 二 八 九 七 七 五 九 五 八 二

七 三 七 七 二 〇 七 六 八 七 三 三 〇 五 五 〇 〇 九 八 七 〇 九 八 九 〇 五 九 〇 坪

合

計

反
別
　

弐
千
五
拾
六
町
弐
反
三
畝
壱
歩

壱
反

二
付
キ
　

九
坪
九
合
弐
勺

戸
　
　

弐
千

三
百

三
拾
弐
戸

壱
戸

二
付

キ
　
百

九
坪
三
合

区
　
　

弐
拾

六
区

壱
区

二
付
キ
　

九
千

八
百

八
坪

中
野
原
入
会
各
部
落
へ
分
割
配
賦
方
協
議
決
定
相
成
り
立
チ
会

イ
委
員

南
箕
輪
村
　
穂

高

孫

三

郎
　
倉
田
徳
三
郎

出
羽
沢
岩
次
郎
　
旦
戸
　
伝
雄

伊

那

町
　
福
沢
伊
那
太
郎
　
外
二
名
（
略
）

西
箕
輪
村
　
城

取
㈲

太

郎
　
外
四
名
（
略
）

割
賦
配
当
法
左
ノ
通
り

伊
那
町
計
　
　
五
拾
五
万
五
千
弐
百
三
拾
四
坪

南
箕
輪
村
診
　
弐
拾
九
万
三
百
拾
四
坪

西
箕
輪
村
計
　
拾
七
万
四
千
三
百
拾
八
坪

惣
計
　
　
　
百
壱
万
九
千
八
百
六
拾
六
坪

尚
　

北
原
・
大
芝
原
の
分

割

北
原

と
大
芝
原

に
つ

い
て
は
、
明

治

二
（

年

ま
で
に
第

一
段
階

の
分
割

が
行

わ
れ
た
が
、
北
原

の
第

一
次
、
第

二

次
分

割
で
各
部
落

に
分
割
し
た
残
り
が
あ
り
、

そ
れ
は
他

村
と
の
入
会
関

係
は
な
く
な

っ
た
も
の
の
、
村
内
数
部
落

の
入
会
共
有
地
と
し
て
残
さ
れ
た
ま
ま
に
な

っ
て

い
た
。

し

か
し
、
こ

の
入
会
共
有
地
も
時
代

が
進
む
に
つ
れ
、

そ

の
趨
勢
と
し
て
再
分
割
は
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
よ

う
に
な

っ
た
。

明
治
三
三
年
二
月
南
箕
輪
原

野
分
割
委
員

会
が
設

け
ら

5 抒
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与

地

区

与

地

中

条

区

ﾉ ゛
上

戸

区

狐

島

区

横

山

区
　
　

狐

島

ｒ
　
　
　
　

ノ

内

所コ 反同 右
昭 持レ 別郡上 裏
和 シ無 等伊伊

那那 書

大

泉

新
田

区

田

畑

ノ

内

日

影

区

日

影

ノ

内

古

町

区

古
町ノ

内

平

沢

区

大

泉

区

南

殿

区

田
区
　

境

学

林

ノ

内
小

沢

郡
南
箕
輪
村
字
中
野
原
及

ビ
弐
町
四
方
、‐

町
字
中
野
原
ノ
分
割
測

量
図
、
方
位
間
数

調
査
ヲ
遂
ゲ
候
処
前
記
記
載
ノ
通
り
聊
相
違

ク
依
ツ
テ
連
署
ノ
上
三
町
村
へ
壱
面
宛
分
配

テ

言
ト
ナ
ス
者
也

三
十
六
年
七
月
十
七
日

学
林

地

区

北

殿
区

西

町

区

荒

井

区

南
箕
輪
村
分
割
理
事

村
長

分
割
委
員

Ｈ　 １１　 μ　 Ｈ　 μ　 ｙﾉ

西
箕
輪
村
分
割
理
事

村
長

分
割
委
員

伊
那
町
分
割
理
事
　

町
長

分
割
委
員

大

萱

区

田

畑

区

久
保

北

割

区

坂

下

区

外小福 外原伊 高[ﾖ 倉出 穂赤征 清
十　　， 四　　　　　　　　羽
二池沢 名　藤 木戸田 沢 高羽矢 水

名　伊。　　　　　　　　　　吉

－ 新那 略寛七 正伝徳 岩 孫猪左 平
略　太゛ 一　　　　三 次 三　 ヱー
‾衛郎　 郎 郎直雄 郎郎 郎兵門 郎

神

子

柴
区

御

園

山

寺

区

運

動

場

図5-14　中 野 原 分 割 図（略図）
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第４節 ‥入会 山野 の整理と株野 の分割

れ

た

こ

と

は

既

に

述

べ

た

が

、

こ

の

委
員

会

に

よ

っ

て
、

北

原

、

大

芝

原

の
再

分

割

も

進

め

ら

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

。

そ

の
結

果

明

治

三
四

年

ニ

ー月

北

原

の
分

割

に

つ

い
て

次

の

よ

う

な

「

協
議

決

定

書

」

が
作

成

さ

れ

た

。

協
議
決
定

書

上
伊

那
郡
南
箕
輪
村
千

六
百

三
拾
四
番
地
宇
北

原

一
、
原

野
　
反

別
弐
拾
町
七
反

八
歩

久

保
北
割

・
久

保
南

割
・
大

泉
・
北
殿

・
南
殿

田
畑

・
沢
尻
　

共
有

右
（

去
ル
明

治
四
年
中
分

割
ノ
際

割
リ
残

シ
タ
ル
共
有
原
野

二
コ

レ
ア
リ
侠
。
今
ヤ
時
勢
ノ
進
歩

卜
共

二
分
割

セ
ザ
ル

ベ
カ
ラ
ザ
ル
ヲ
感
ジ
、
爰

二

分
割
ノ
協
議
相
整
イ
候

二
付
イ
テ

ベ

分
割

ノ
標
準
ヲ
始
メ
其
ノ
他
方
法
ヲ
定

ム
ル
左
ノ

各
号
ノ
如

シ
。

て

原
野
中

二
縦
横

ス
ル
道
路
敷

二
付
キ

ー
同
立
チ
合
イ
実
地
臨
検
セ
シ
ニ
、
細

密
二
調

査

ス
ル
程
ノ
必
要
ヲ
見
認
セ
ザ
ル
ニ
付
キ
、
閻

ノ
結
果

二
任
セ
多
少

ノ
有
無

ヲ
論
及

セ
ザ
ル
モ
ノ
ト

ス
。

一
、
分
割

二
要

ス
ル
費
用
（

割
リ
受
ケ
反

別

二
応
ジ
出
金
致

ス
ベ
キ
コ
ト

。

右
ノ
通
リ
熟
議
決
定
ノ
上
分

割
致

シ
候

二
付

キ
、
他
日
異
議

コ
レ
無

キ
為
各
耕
地
担
任
者

署

名
捺
印

ノ
上
後
昆

二
残

シ
置

ク
モ
ノ
ナ
リ
。

明

治
三
十
四
年
拾
弐
月
拾
四
日
　

南
箕
輪
村
北
原
共
有
者
総
代

穂
高
孫
三
郎
⑩
　

有
賀
鎌
次
郎
⑩

原
　
　

信
一
⑩
　

加
藤
　

金
弥
⑩

清
水
　

重
樹
⑩
　

小
林
　

彦
弥
⑩

清
水
　

正
堅
⑩
　

松
沢
　

角
弥
⑩

兪
田
　

三
郎
⑩
　

唐
沢
　
元

一
⑩

兪
田
徳
三
郎
⑩
　

原
　
　

幸
監
⑩

清
水
平
一
郎
⑩
　
堀

九
左
衛
門
⑩

（
塩
ノ
井
大
東

文
書
）

こ

の
協

議

決

定

書

に

基

づ

く

分

割

明

細

は

次

の

よ

う

で

あ

る

。

北
原
分
割
方
法
明
細

一
、
分
割
ノ
標
準
（

戸
数
割
ト
ナ

シ
、
総
反
別
ノ
五
分
ヲ
現
在
ノ
戸
数

二
、
其
ノ
五
分
ヲ

明
治
四
年
分
割
ノ
際
割
リ
受
ケ

タ
ル
戸
数

二
分
割

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。

一
、
分
割
地
盤
（

東
西

二
区
画

相
立
テ
北

ノ
方
ヲ

ー
番

ト
シ
圃
引

キ
ニ
致

シ
、
各

耕
地
割

リ
付
ケ
反

別

二
応
ジ
位
置
ノ
場
所
ヲ
定

ム
ル
モ
ノ
ト

ス
。

て

各
耕
地
部
分

二
対

シ
開
墾
ナ
リ
植
林
ナ
リ
自
由

タ
リ
ト
雖
モ
、
在
来
ノ
道
路
（

総
テ

存

ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

尚
東
方
従
前
分
割
ノ
際
境
際
ヲ
ニ
間
通
リ
存
置

シ
各
耕
地
割
受

ケ
ノ
場
所

へ
通
ズ
ル

便
利

二
供

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。

北
原
入
会
各
村
ア
数

調

計

田

畑

南

殿

北

殿

大

泉

//

南

割

μ

沢

尻

久

保

北

割

村

薪
惣

名

四

○五 七
八

四

一
九〇

八
八

－一
－九

一
八

五
一
－戸

明

治
四
年

五
○

七
九
一一

六
〇

九
六

一

一

｜
．

ノゝ

四

－－－

一
一五

七
五
戸

普

通

戸 明

治

一一一

四

年

四
六

－
○ -一一

－
○ 八 九 ．ｉ．

ノゝ

無

号

－戸

五

五

－一－

一
〇
－－

「
．

ノゝ
一一一

－
○

六

－
一
一四

五
－一

一
一五

八
一

計

明

治
三
四
年
調
べ
面
積

字
北
原
原
野
反
別
　

廿

八
町
弐
反
壱
畝
弐
拾
四
歩

此
ノ
坪
数
　
　
　
　

八
万
四
千

七
百

九
十
三
坪

此
ノ
ニ

ツ
割

521
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坪
四
万
二
千
三
百
九
十
六
坪
五
合

右
ヲ
明
治
四
年
度
割
リ
請
ケ
戸
数
四
〇
五
戸
二
割
ル

壱
戸
二
付
キ
　
百
四
坪
六
合
八
勺
二
才

坪
四
万
弐
千
三
百
九
十
六
坪
五
合
　
　
　
　
　
　

／
－

右
ヲ
明
治
三
四
年
現
在
戸
数
五
五
三

戸
二
割
ル

壱
戸
二
付
キ
　
七
拾
六
坪
六
合
六
勺
六
才
　
　
卜

此
ノ
仕
訳
（
各
耕
地
割
受
面
積
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

三
町
八
反
四
畝
弐
拾
弐
歩
　
　
　
久
保
北
割

弐
町
六
反
∧
畝
弐
拾
五
歩
　
　
　
久
保
南
割

よ（

町
弐
反
拾
壱
歩
　
　
　
　
　
　
大
泉

五
町
八
反
四
畝
廿
歩
　
　
　
　
　
北
殿

三
町
三
畝
廿
七
歩
　
　
　
　
　
　
南
殿

五
町
三
反
弐
畝
廿
歩
　
　
　
　
　
田
畑

壱
町
弐
反
六
畝
拾
九
歩
　
　
　
　
沢
尻

じ

北
原
券
面
反
別
地
価
ノ
訳

反
別
　
弐
拾
町
七
反
八
歩

地
価
　
金
九
円
三
拾
八
銭

壱
町
二
付
キ
金
四
五
銭
三
厘

二

地
価
金
　
壱
円
二
八
銭
　
　
　
久
保
北
割
分

一
、
　
″
　
　
　
　
八
九
銭
　
　
　
久
保
南
割
分

一
、
　
″
　

弐
円
○
七
銭
　
　
　
大
泉
分

】
フ
　

が
｀
　
　壱
円
九
四
銭
　
　
　
北
殿
分

一
、
　
丿
　
　
壱
円
○
一
銭
　
　
　
南
殿
分

一
、
　

″
　

壱
円
七
七
銭
　
　
　
田
畑
分

一
、
　
″
　
　
　
　
四
二
銭
　
　
　
沢
尻
分

計
金
　
　
九
円
三
八
銭

こ
の
よ
う
に
北
原

に
つ
い
て
は
分
割
に

つ
い
て
の
協
議
決
定
書
以
外
に
、
明
細

書

ま

で

で

き

あ

が

っ

て

い

る
が

、

実

際

に

は
分

割

さ

れ

ず
に

い

た
よ

う

で

あ

る

。

そ

れ

は
、

明

治

三

七
年

改

め

て
大

芝

原

及

び
北

原

の
分

割

に

つ

い

て

の

新

た

な

「
約

定

証

」

が
作

ら

れ

て

い

る

こ
と

か
ら

理

解

で

き

る

。
こ

の
約

定

証

は
前

年

の

三

六
年

一

一
月

に

作

ら

れ

た

「
約

定

書

」

に

基

づ

い

て
作

ら

れ

た
も

の

の
よ

う

で

次

の

よ

う

な

も

の

で

あ

る

。

約

定
証

入

会
原

野
字
北
原
及

ビ
大

芝
原

ヲ
各
部
落

へ
分

割
ス
ル
タ
メ
左
ノ
各
項
ヲ
協
定

ス

て

字
北
原
（

去
ル
明

治
三
拾

四
年
中
協
定

ノ
通

リ
実
地
分
割
ヲ
実
行

ス
ル
コ
ト
。

一
、
大

芝
原

弐
百

九
拾
九
町
弐

畝
廿
四
歩

ノ
内
西

端
五
拾
町
歩

（
先

二
植
林

セ
ル
場
所
）

ヲ
村
基
本
財

産
ト
シ
、
東

端
五
拾
三
町
歩

（
学
校

ニ
テ
植
樹

ノ
場
所
）
ヲ
学
校
林
ト

シ
、
残
リ
反
別
百
拾

六
町

弐
畝
弐
拾

歩
ヲ
各
部
落

へ
分

割
ス
ル
コ
ト

。

て

大
芝
原
分
割
法
（

左
ノ
歩
合

二
拠

ル

反

別
　
壱
歩

（
分
）

地
価

壱
歩

（
分
）
戸
数

八
歩

（
分
）

但

シ
、
反

別
地
価
戸
数
（

明

治
三
七
年

九
月
一
日
現
在

二
拠

ル
。

一
、
本
月
拾

六
日

ヨ
リ
技

手
ヲ
雇

イ
入

レ
実
測

ヲ
為

サ
シ
メ
、
各
部
落
分
割
区
域
ラ
定

ム

ル
事
。

一
、
分

割

二
際
シ
境
界

二
入
リ
込
ミ

ア
ル
外

端
（

売
却

ス
ル
コ
ト

ア
ル
ベ
シ
。

一
、
分

割
二
関

ス
ル
技

手
及

ビ
人
足
等

ノ
諸

費
（

各
部
落
分
割
坪
数

二
応

ジ
負
担

ス
ル
モ

ノ
ト
ス
。

一
、
分

割
委
員

ノ
日
当
（

各
部

落
ノ
負
担

ト
ス
。

右

各
項
違
議

ナ
キ
為

署
名
捺
印

ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。

明
治
三
拾
七
年
拾
弐
月

拾
壱
日

各
部

落
惣
代

署
名
捺
印

（
略
）

（
塩
ノ
井
大
東
文
書
）

大

芝

原

の
第

二

次
分

割
に

つ

い

て

は
、

北

原

に

続

い

て
明

治

三

八
年

一
〇

月

、

次

の

よ

う

な

分

割
契

約

証

が
作

ら

れ
、

各
部

落

へ

の
分

割
面

積

も
確

定

さ

れ

た

が

、

部

落

有
財

産
村

有

統

一
化

の
動

き
に

よ

っ

て
、

実

地

分

割

が
行

わ

れ

な

か

っ
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た

の
で

契

約

証

の
み

掲

げ

て

お

く

こ

と

と

す

る

。

分
割
契

約
証

て

今
般
原
野
整
理
上
宇
大
芝
原
ヲ
測
量
セ

シ
ニ
総
反

別
弐
百
五
拾
四
町

九

畝

九

歩

ノ

内
、
反

別
百
三
町
五
畝
九
歩
、
村

基
本
及

ビ
学
林

テ

ビ
ア
植
林

ス
ペ
キ
分
存
置

ス
。

｝
、
反

別
百
四
拾
六
町
壱
畝
五
歩
各
部
落
へ
分
割
ス
ペ
キ
分

、
右

各
部
落

へ
分
割

シ
協
議

行

届
キ
戸
数
へ
八
分

、
反

別
へ
壱

分
、
地
価

へ
壱
分

ヲ
標
準

ト
シ
テ
分
割

シ
、
其

ノ

（
マ
マ
）

算
出

ス
ル
反
別
別
記
ノ
通
り
精
確
ナ
ル
ヲ
認
メ
タ
ル
ヲ
以

テ
入

会
部
落

一
同

此
ノ
割

リ
付

ケ
ユ
付

キ
後
日

聊
力
異

議
コ
レ
無

キ
為

各
部
落
代

表
者
署
名
捺
印
後
証

ノ
為
保

存

ス
。
但

シ
此
分
割

二
付
帯

シ
久
保
北
割
・
大
泉
・
北
殿
・
南
殿
ノ
四
部
落

卜
神
子

柴

卜
原
野
交
換

二
付

キ
反
別

七
反
壱

畝
歩
不

足
ヲ

生
ズ
ル
ヲ
以

テ
其

ノ
不
足
ヲ
補
充

ス
ル
為
大
芝
原

二
於
テ
右
四
部
落
へ
特
売

ス
ル
コ
ト
ヲ
承
認
ス
。

一
、
分
割
位
置
略
図
ヲ
添
付

ス
。

二

本
条
約
家
来
ル
廿
五
日
実
行
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

明
治
三
十
八
年
十
月
十
九
日

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
部
落
代

表
者
署
名
捺
印

（
氏
名
略
）

（
塩

ノ
井
大

東
文
書
）

こ

う

し

て

、
北

原

の

み

明

治

三

七

年

末
　

各

部

落

へ

の

分

割

が

完
了

し

た

の

で

あ

る

。匈
　

三

本

木

原

・
上

ゲ

溝

原

・
牛

馬

飼
場

の
分

割

こ

の
三

箇

所

の
入

会

原

野

は
、

大

芝

原

と

同

様

地

租

改

正

の

た

め

の
地

引

帳

作

成

に

当

た

り
、

帳

面

の
上
々

は
南

箕

輪

、

西

箕

輪

両

村

へ
反

別

地

価

と

も

分

割

し

て
記

載

し

地

券

の
交

付

を

受

け

て

い

る

。
し

か
し

、

実

地

の
上

で

の
分

割

が

さ

れ

（
マ
マ
）

な

か

っ

た

の
で

次

の
よ

う

な

約

条

証

が

明

治

一
五

八

三

月

に

結

ば

れ

た

。

（
マ
マ
）

約
ヽ
条
　

証

二

字
大
芝
原
　
　

入
会
　

神
子
柴
・
田
畑
・
南
殿
・
北
殿
・
久
保
・
大
泉

〃
大
泉
新
田

吹
上
・
羽

広
・
大
萱

二

字

上
ゲ
溝
原
　

入
会
　

神
子
柴
・
田
畑
・
南
殿
・
北
殿
・
久
保
・
大
泉
・
羽

広
・
大

泉
新
田

・
上
戸
・
中
条
・
与
地
・
大
萱

一
、
字
牛
馬
飼

場
　
入

会
　

神
子
柴

・
田
畑
・
南
殿
・
北
殿
・
久
保
・
大
泉
・
大
泉
新
田

羽

広
・
大
萱
・
上
戸
・
中
条
・
与
地

一
、
字

三
本
木
原
　

入
会
　

神
子
柴
・
田
畑
・
南
殿
・
北
殿
・
久
保
・
大
泉
・
大
萱
・
大

泉
新
田
・
上
戸
・
中
条
・
与
地

右
原
野

ノ
儀
（

地
引
帳

ノ
通
り
夫

々
区
分

シ
反
別
地
価
ヲ
引

キ
分
ケ
券
状
御
下
付

相
成
り

催
得
共
、
未
ダ
実
地
境
界
相

立
チ
申

サ
ズ
ユ
付

キ
、
周
囲

ノ
境
界
取
調

べ
済
ミ
ノ
上

大
筒

別

二
分
割
致

ス
ベ
キ
事

。

但

シ
実
地
畑
林
等
仕
出

シ
候
分
ニ
テ
余
歩
相
生
ジ
候
分
（

平

等

二
分
割
致

ス
可

キ
事
。

一
、
西
箕
輪
村
券
状

ヘ
（

南
箕
輪
村
各
耕
地
ヲ
除
キ
候
様
書
換

へ
願

イ
致

ス
ベ
キ
事
。

右
約
条
違
背
仕
ル
間
敷
ク
候
事
。

明
治
十
五
年
三
月

十
五
日

上
伊
那
郡
南
箕
輪
郡
共
有
惣
代
　

高
木
械
三
　

旦

戸
　
勝

有
賀
光
彦
　

倉
田
三
郎

同
　

郡
西
箕
輪
村
各
耕
地
惣
代

（
六
耕
地
九
名
氏
名
略
）

（
塩
ノ
井
大
東
文
書
）

さ

ら
に

、

明

治

一

八
年

に

は
次

の

よ
う

な

特

約

証

が

作

ら

れ

て

い
る

。

特
　

約
　

証

入
会
共
有

地
字
上
ゲ
溝
原
字
三
本
木
原
（

、
曽
テ
分
割
致

ス
ペ
キ
義

二
相
成
り
居

り
候
得

共
、
事
繁
劇

二
渉

り
未
ダ
執
行
相
成
ラ
ズ
居
り
候
処
、
今
般
県
令

ノ
命
モ
コ
レ
有
り
分
割

致
サ

ザ
ル
ヲ
得
ザ

ル
ニ
付

キ
、
本
年
融
雪
ヲ
待
ツ
テ
速
ヤ
カ
ニ
着

手
境
界
判
然

セ
シ
メ
、

本
年
四
月
限
り
地
籍
引
キ
分
ケ
申
ス
可

ク
候
。
働
テ
特
約
証
件

ノ
如

シ
。

明
治
十
八
年
三
月
十
九
日
　

上
伊
那
郡
南
箕
輪

村
入

会
惣
代

に’‐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
木
　

械
三
　

松
沢
源
五
郎

清
水
平
一
郎
　

倉
田
　

三
郎

原
孫
左
衛
門
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同
郡
　
西
箕
輪
村
各
耕
地
惣
代
（
五
耕
地
五
氏
名
略
）

（
塩
ノ
井
大
束
文
書
）

こ
の
特
約
証

を
見

れ
ば
、
当
時
、
県

が
積
極
的
に
入

会
地

の
分

割
整
理

を
指
導

し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
り
、

ま
た
、
入
会

各
部
落

も
分
割

の
早
期
実
現

を
希
望

し

て

い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
周
囲

の
境
界
取

り
調
べ
と

い
う
困

難
な
問
題

が
あ
っ
た

た
め
か
、
実
地
分

割
は
容
易

に
進
ま
ず
、
明
治

二
六
年

か
ら
三
六
年
に

か
け
て
行

わ
れ
た
入
会
山
野
の
本
格
的
な
整
理
終

了
後
、
漸
く
分
割
の
運
び
に
至

っ
た
の
で

あ
る
。
こ
う
し
て
明
治

三
七
年
、

三
本
木
原

・
上
ゲ
溝
原

・
牛
馬
飼
場

の
分

割
に

つ

い
て
次
の
よ
う
決
議

書
が
よ
う
や

く
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

決
　
謳
　
書

上
伊

那
郡
南

箕
輪
地
籍

一
、
字

三
本
木
原

同

郡
西
箕
輪

地
籍

一
、
字
上
ゲ
溝
原

同

郡
西
箕
輪

地
籍

一
、
牛
馬
飼
場

ｑ

● 　 　 　 　 』

南

箕
輪
村
全

部

入

会
地

西
箕

輪
村
ノ
内
与
地
・
中
条
・
上
戸
・
大

萱
・
大

泉
新
田

西
箕

輪
村
ノ
内
羽

広
・
与
地
・
中

条
・
大

萱
・
上
戸
・
大

泉
新
田

０
　
　
　
　
　
　
　

入

会
地

南
箕

輪
村
全
部

西
箕

輪
村
ノ
内
羽

広
・
与
地
・
中
条
・
大
萱
・
上
戸
・
大
泉
新
田

↓
南
箕

輪
村
全
部
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

入

会
地

右
共
有
入
会
地

二
候
処
今
ヤ
時
勢
ノ
進
運

卜
共

二
分
割

シ
テ
、
夫

々
整
理
ヲ
為
サ
ザ
ル
可

カ
ラ
ザ
ル
ヲ
感
ジ
、
爰

二
分
割
ノ
協
議
相
整
イ
侠

二
付
テ

ベ

分
割
ノ
標
準
ヲ
始
メ
其
ノ

他
ノ
方
法
ヲ
定
ム
ル
左
記
ノ
各
項
ノ
如

シ
。

戸
数
へ
四
分
　

地
価

こ

二
分
　
反

別

こ

二
分

一
、
戸
数

、
地
価

、
反
別
共
明
治
三
十

七
年

九
月
一
日
現
在

二
拠

ル
。
但

シ
戸
数
（

本
籍

ヲ
有

ス
ル
モ
ノ

ニ
限
リ
、
地
籍
反
別
（

田
畑
宅
地

二
限
リ
ヘ

両
村
役
場

二
付
キ
取
調

ペ
ル
モ
ノ
ト
ス
。

二

各
部
落
割

り
受

ケ
位
置
（

予

メ
各
委
員
実
地

二
就

キ
地
形

二
依
几

不
便
無

キ
様
区

画

立
テ
其

ノ
位
置

ヲ
定

ム
ル
モ
ノ
ト
ス
。

一
、
分
割
一
切

ヲ
処
理
ス
ル
為

委
員

ヲ

ー
部
落

一
名

ヲ
置

ク
。

て

各
地
籍
ノ
村
長
（

委
員

会
ヲ
統
轄

シ
、
其

ノ
事
務
ヲ

総
理
ス
。

（
支
）

一
、

委

員

ノ
日

当

ヲ

金

五

拾

銭

卜
定

メ

コ

レ
ヲ

仕

払

ウ

モ

ノ

ト

ス
。

一
、
分
割

二
関

ス
ル
委
員
及

ビ
技
手
ノ
日
当
、
人
足
賃
金
其
ノ
他
一
切
ノ
費
用
（

分
割
坪

数

二
賦
課

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。

て

原
野

総
反
別

ノ
内
道
敷
坪
数

ヲ
控
除

シ
分
割
坪
数
ヲ
割

り
出

ス
モ
ノ
ト

ス
。

一
、
分

割

二
際

シ
外

端
小
部
分

ノ
場
所
（

委
員
会

ノ
決
議

ヲ
以
テ
特
売

二
付

シ
費
用

二
充

ツ
ル
事
ア
ル
ペ
シ
。

一

、
分

割
事
業

刀
十
月
一
日
着

手
、
十
月

三
十
日
限

り
結
フ

ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト

ス
。

右

ノ
通
り
熟

談
決
定

二
付

キ
各
部

全
権
委
員
署
名
捺
印

シ
、
他
日
違
約
ナ

キ
ヲ
誓
ウ
モ
ノ

ト
ス
。

明

治
三
十
七
年
九
月
廿
五
日

上
伊

那
郡
西
箕

輪
村
（
各
耕
地
全
権
委
員

署
名
捺
印

略
）

上
伊

那
郡
南
箕
輪

村
久
保
　
　

城

喜
代
助
　

倉
田

安
太
郎
　

赤
羽

猪
兵

″

久
保
南
割
　

征
矢
勝
三
郎
　

征
矢
吉
左
衛
門

″

大
泉
　
　
　

出

羽
沢
岩
次
郎

″

南
殿
　
　
　

清
水
筧

″

田
畑
　
　
　

旦

戸
伝
雄
　

植
田
音
弥
　

植
田

弥
太
郎

り
　
神
子
柴
　
　

有
賀
忠
愛

（
塩
ノ
井
大
東
文
書
）

こ

の
決

議

書

に

基

づ

い
て

分

割

の

作

業

が

進

め
ら

れ

、

分

割

は

完

了

し

た

。

そ

の

明

細

及

び

、

各

部

落

の

割

り

受

け

面

積

は

次

の
よ

う

で

あ

る

。

分
割
明
細

△
字
三
本
木
原
　

（
図
５
－
1
5
）

一
、
実
測
反
別
　

六
拾
町
四
反

六
畝
廿
壱
歩

一

、
　

″
　
　

弐
反

六
畝
拾
四
歩
　
　
　

社
地

合
計
反
別
　

六
拾
町

七
反
三
畝
五
歩

内
反
別
　

三
町
七
反
三

畝
五
歩
　
　

売
却
地

差
引
反

別
　

五
拾
七
町
歩
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卜

字

神

子

柴

慟 反 表

箕 別 面 裏

輪 等 上

）青伊 書

西 密 那

郡
西
箕
輪
村
字
三
本
木
原
分
割
測
量
方
位
間
数

調
査
ヲ
遂
ゲ
候

所
聊
相
違
無
之
依
テ
連
署
ノ
上

箕
輪
村
へ
各
壱
面
分
配
所
持

シ
テ
後
言
ト
ナ
ス

者
也明

治
三
十
八
年
拾
壱
月
三
拾
日

南
箕
輪

村
長

清
　

水

助
役

征

分
割
委
員

赤

西
箕
輪
村
長

助
役

分
割
委
員

矢

吉

他

七

名 羽

重

盛

猪 左重
衛

兵門 樹

冨

士

太

郎

他城 酒
五
名取 井

易平
太
郎十

合
計
反
別
六
〇
町
四
反
六
畝
廿
壱
歩

明
治
三
十
九
年
四
月
十
八
日
調
整

（塩 ノ井大東 文書より）図5-15　 三本木原 分割図（略図）

此
坪
数
　

拾

七
万
千
坪
　

分
割
地
盤

内
　

訳

三
分
　

五
万
千
三
百
坪
　
　

地
価
割

四
分
　

六
万
八
千
四
百
坪
　

戸
数
割

三
分
　

五
万
千
三
百
坪
　
　

反
別
割

明

治
三
十
七
年
九
月
一
日

現
在

総
反

別
　

千
百
拾
町
三
反

七
畝
拾
五
歩

反
別
壱

町

二
付

キ
四

拾
六
坪

弐
合

弐
坪
余
リ

総
地
価
　

拾
四
万

五
千

六
拾
五
円
七
拾

弐
銭

地
価
百
円

二
付

キ
三
拾
五
坪

三
合

八
拾
弐
坪
余
り

総
戸
数
　

千

七
拾

六
戸

戸
数
壱
戸

二
付

キ
六
拾
三
坪
五
合

六
勺
　

六
拾
弐
坪
余
リ

△
字
牛
馬
飼
場
　

（
図
５
－
1
6
）

て

反
別
　

弐
拾
町
四
反
壱
畝
拾
歩

（
但

シ
大
覚
坊
以
南
）

内
　

四
反

壱
畝
拾
歩

丈
量

上
之

ヲ
引

売
却
地
分

残
反

別
　

弐
拾
町
歩
　

此
ノ
坪
六
万
坪

分
割
面
積

参
分
　

壱
万

八
千
坪

参
分

四
分

総
反
別

壱
万

八
千

坪

弐
万
四
千
坪

反

別
割

地
価
割

戸

数
割

千
弐
百
五
拾

弐
町

七
反

三
畝

五
歩
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裕

南箕輪村

ぺ こ匹 ＿

分
割
委
員

南
箕
輪
村

村
長

助
役

分
割
委
員

三本木原

南 密右
明 箕二者 裏
治 輪調 上
三村 査伊書
十

九
年
四
月
拾
八
日

西
箕
輪
村

助 村
役 長

酒重他 赤征 清他有 酒

七　　　　八
名羽矢 水名 賀井

猪吉重
兵

兵衛 樹

九 兵

蔵十

盛

冨

士

太

郎

那
郡
字
牛
馬
飼
場
分
割
測
量
方
位
間
数
反
別
等
精

ヲ
遂
ゲ
候
所
相
違
無
之
依
テ
連
署
ノ
上
西
箕
輪
村

へ
各
壱
面
宛
分
配
所
持

シ
テ
後
燈
卜
為
ス
者
也

第 ５章　入会山野と村 の生活

図5-16　 牛馬 飼場 分割図（略図）一部省略（塩ノ井大東 文書）
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第４節卜入会山野の整理と株野の分割

広　 羽㈹
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員

南
箕
輪

村
長

助
役
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員
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木 口 藤　 賀 内 松 取 井
盛

上 賀 戸 水 水　 高 羽
矢

水
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辰 兼 新 春 九 今 才 易 兵 士 亀 忠 伝　　 信 孫 猪 左 重

太　　　　 朝 太 太　 太 次　　　　　　 三　 衛

十 郎 吾 吉 蔵 一 郎 郎 十 郎 郎 愛 雄 筧 斉 一 郎 兵 門 樹

図5-17　 上ゲ溝原分割図（ 略図）（塩 ノ井大東文書）
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反

別
壱
町
歩

二
付

キ
拾
四
坪
三
合

六
勺
、
拾
九
坪
余
り

総
地
価
　
拾

五
万

六
千

八
百
三
拾
壱
円
四
拾
壱
銭

地
価
百
円

二
付

キ
拾
壱
坪
四
合

七
勺

七
才

総
戸
数
　
千
百

九
拾
四
戸

壱

戸

二
付

キ
弐

拾
坪
壱
合

△
上
ゲ
溝
原
　

（
図
５
－
1
7
）

て

実
測
反

別
　

五
拾
弐
町
四
反

七
畝
廿
二
歩

以

下
明
細
資
料
な
く
不

明

各
部
落
割
受
反
別

西

箕

輪

計

与 中 上 羽 大 大

泉

新

地 条 戸 広 萱 田

南

箕

輪

計

神 田 南 北 大　zz 久

・　 。 言

柴 畑 殿 殿 泉 尻 割 割

一
一○

六
五

○

一

三 二 四　 六 三

五 九 五　 二 三
一 八 四　 七 二

〇 二 二　 一 一
八 三 九　 九 二

一一
一
六

一一
一四

一

八

四 六 三 七 六　 二 五

ゝ　 ゝ　 ゝ　ゝ　 ゝ　　　　ゝ 　町

三 〇 三 一 四 九 五
五

ｏ ｏ 四 九 一 一 七 ノ
ム

ゝ　 ゝ　 ゝ　 ゝ　ゝ　 ゝ　 ゝ 一
二 二 二 一 一 〇 二 四

九 三 七 二 一 一 一 歩

一一一

本

木

原

一
一五

五

一一

一
四

一
二 二 三 〇 四 二
ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ

五 二 三 〇 八 四

九 〇 五 九 二 五
ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ

○ 一 二 一 － ○

四 九 六 〇 五 〇

一
一八

一
八

一
一一

久　 五
三 四 二 五 五 保 一 町
｀　` 　` 　` 　ﾘﾋ　 ｀ 一
一 四 八 六 〇 割 九 堅

九 五 〇 五 三 ニ ー ご、 、 、 、 、
含　

、旦

二 一 〇 二 〇 ム ニ ー
○ 八 一 五 九　 二 与

上

ゲ

溝

原

八

四
五

一
八

一　 一 一 一 一
ゝ　　　ゝ 　ゝ　ゝ　ゝ

一 九 四 九 九 〇

一 四 四 一 八 五
ゝ　ゝ　ゝ 　ゝ　ゝ　ゝ

○ 二 〇 一 二 〇

七 一 一 八 五 六

一
一

五
四

〇
四

一 一　　　 一一 一 一、　ヽ 　ヽ ベ ベ　　　　　町

三 九 〇 二 〇 二 八 万

六 口 六 八 三 八 三 九

琵ﾐj こ]⊇ｿ こ 三 完 盲

牛

馬

飼

場

匈
　
入
会
分
割
地
の
交
換

入
会
原
野
は
、
以
上
の
よ
う
な
経
過
に
よ
っ
て
全
部
各
部
落
へ
の
分
割
を
完
了

し
た
が
、
部
落
よ
り
遠
い
所
は
不
便
で
あ
る
か
ら
、
で
き
る
だ
け
部
落
に
近
い
所

に
集
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
、
神
子
柴
で
割
り
受
け
た
大
芝
原
・

上
ゲ
溝
原
・
牛
馬
飼
場
の
原
野
と
、
久
保
北
割
・
北
殿
・
南
殿
の
割
り
受
け
た
三

本
木
原
の
原
野
の
交
換
、
ま
た
、
北
原
に
に
お
い
て
田
畑
部
落
の
割
り
受
け
地

と
、
久
保
北
割
・
南
割
割
り
受
け
地
の
交
換
な
ど
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
後
日

部
落
有
財
産
村
有
化
の
動
き
の
中
で
大
部
分
が
破
棄
さ
れ
た
の
で
こ
こ
で
は
省
略

し
て
お
く
。
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森 林の育成 と部落有原野の村有化節第 ５

第
五
節
　
森
林
の
育
成
と
部
落
有
原
野
の
村
有
化

｝
　
森

林

の

育

成

（
林
業

の
発
展
）

】
」
　
森
林
の

保
護
育
成
の
重
要
性
の
認
識

村

の
指
導

的
立
場
に

あ
っ
た
有
力
農
民

は
森
林
資
源

の
重
要
性

を
早

く
か
ら
認

識

し
、
自
己

所
有

の
山
林
等

の
樹
木

の
養
成
や
植
林
に
心
掛
け

た
。
し

か
し
、
一

般
農
民

は
目
前

の
利
益

を
追

う
こ
と
に
急
で

あ
っ
て
そ
の
意
識

は
低

く
、
入
会
山

野

の
荒
廃

は
進
ん
で
い
た
。
こ
の
た
め
、
長
野
県

は
明
治
一
四
年
植
林

奨
励
概
則

を
定
め
、

奨
励

金
を
交
付

し
て
植
林

の
奨
励

を
始

め
た
。

こ
の
植
林
奨
励
に

つ
い
て
時

の
上
伊

那
郡
長
伊
谷

脩
は
農
談
会

の

席

上

、
「
地

方
税

ヨ
リ
奨
励

ス
ル
（

細
民

二
植
樹

ノ
貴

重
ナ
ル
ヲ
知
ラ

シ
メ
必

ズ
セ
ヨ
ト
云

フ

ニ
ア
リ
、

サ
モ
セ
ザ
ル
ト
キ
（

必
ズ
植
林
結
果
（

視

ル
コ
ト
難

キ
モ
ノ
ナ

レ
バ
、

奨
励
シ
且
ツ
監
僣
ス
ル
「

皆

細
民

ヲ
保
護

ス
ル
ノ
厚

キ
ニ
出

タ
ル

モ

ノ

ナ

リ
」

（
役
場
文
書
）
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
県
の
奨
励

に
基
づ
い
て
郡
下

二
十
数
箇
所
に

植
林
が
行
な
わ
れ
た
。
神
子
柴

の
高
木

省
三
は
明

治
一
六
年

こ
れ
ら
の
植
林
地

を

視
察
し
、
そ
の
結
果
を
農
談
会
の
席
上

で
報
告

し
て
い
る
。
南
箕
輪
村

で
は
こ
の

と
き
、
共
有
原

野
で
あ
る
北
原

に
松

苗
を
植
栽
し
て
お
り
、

そ
の
後
引

き
続
き
二

年
間
北
原

に
植
林
を
し
た
。
こ
れ
は
、
本
村

の
組
織

的
植
林
の
最

初
の
も
の
と
考

え
ら
れ
る
が
、
入
会
地
の
ほ
ん
の
一
部
に
過

ぎ
な
か
っ
た
。

森
林
の
保
護
育

成
の
た
め
に
国

は
明
治
三
〇
年
森
林
法

を
公

布
し
た
。
こ
の
森

林
法
に
は
、
経
済
の
保
続
を
損
じ
又

は
荒
廃

の
恐
れ
あ
る
と
き
は
、
民
有
林
に
対

し
て
も
営
林
方
法
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
過
伐
や
乱
伐

の
跡
地
に

は

造
林
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
若

し
そ
の
命
令

を
怠
る
湯
合
に

は
政
府

の

手
で
造
林
し
、

そ
の
費
用

を
徴
収

す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
、
従
来
無

立
の
林
野

等
正
常

の
理
由

の
な
い
限
旦

二
〇
年
以
内
に
計
画
に
従

い
造
林
を
し
な
く
て
は
な

ら

な

い

こ
と

、

必

要

と

認

め
る

場

所

に

保

安

林

を

設

定

す

る

こ

と

な

ど

が

盛

り

込

ま

れ

て

い

た

。
森

林

の
保

護

育

成

、

植

林

の
推

進

に

対

す

る

政

府

の

強

い
態

度

が

示

さ

れ

て

い

て
、

こ

れ
に

基

づ

い
て

本

格

的

植

林

が

始

ま

っ
た

と

い
う

こ

と

が

で

き

よ

う

。

さ

ら
に

、

明

治

の
時

代

は

幕

府

政

治

の
時

代

と

変

わ
り

な

く

水

害

の

極

め

て

多

い
時

代

で
、

農

民

は
毎

年

の
よ

う

に

水

害

に

悩

ま

さ

れ

て

い
た

が

、

殊

に

明

治

二

九

・
三

〇

・

ご
二

年

の
連

続

の
水

害

お

よ

び

霜

害

等

の

災

害

は

大

き

な

衝

撃

を

与

え

、

明

治

三

二

年

県

知

事

は

森

林

に

関

す

る

告

諭

の

中

で

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

維
新
以
来
営
林
ノ
法
其
ノ
宜

シ
キ
ヲ
得
ズ
、
林

相
漸
ク
失

シ
テ
四
山
皆
禿

二
、
森
林

ノ
荒

廃
今
日

二
至
リ
テ
殆
ド
其
ノ
極

二
達
セ
リ
、
是
ヲ
以

テ
霜

害
年
々
二
起

リ
、
水
害
連

年

二

生
ジ

（
中
略
）
ソ
ノ
凄
槍
惨
謄
ノ
状
得
テ
名
状
ス
ベ
カ

ラ

ズ
。
（
中

略
）
畢
竟
森
林

ノ
荒

廃

二
依
ラ

ズ
ン

バ
ア
ラ
ズ
…

こ

う

し

て
、

多

く

の
人

た

ち

に

植

林

、

森

林

の

保

護

育

成

の

重

要

性

が

痛

感

さ

れ

る
よ

う
に

な

り

、

森

林

法

の
公

布

と

共

に

急

速

に

各

種

の

森

林

政

策

が

推

進

さ

れ
、

植

林

の
奨

励

、

実

行

と

な

っ
た

の
で

あ

る

。

Ｈ［
　

植

林

の
励

行

県

と

し

て

は
森

林

法

を

実

地

に

推

進

す

る

た

め

に

、

明

治

三

一

年

苗
木

養

成

費

を
予

算

に

計

上

し

、

三

二

年

六

月

に

は

県
下

一

〇

か

所

に

県

設

苗

圃

を

設

置

し

て

樹

苗

を
養

成

配

布

し

、

さ

ら

に

、

森

林

法

施

行

規

程

を

定

め

、

民

有

林
取

締
規

則

、

林

野

火

入

れ
及

び
焚

火

取

締

規

則

等

を

定

め

て

森

林

の

保
護

育

成

に

努

め

て

い

る

。

本

村

で

は
、

明

治

一

三

年

郡

長

よ

り

植

林

奨

励

の

た

め

、
樹

木

養

成

に

精

し

く

篤

志

な

る
者

の
氏

名

を

報

告

す

る

要

請

に

答

え

て

、

穂

高

孫

三

郎

・

原

八

十

吉

・

清

水

斉

・

有

賀

光

彦

・

松

沢

源

五

郎

・

高

木

誠

三

の

六

名

が

こ

れ

に
該

当

す

る
者

と

し

て
報

告

さ

れ

て

い

る
。
（
役
場
文
書
）
こ

の
外

に

も

先

に

み

た

高

木

省

三

ら

森

529
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林

の
保
護
育
成
に
先
覚
的
な
人

た
ち
が
多
数

お
犬

ま

た
、
歴
代
村
長
の
熱
心
な

指
導

の
も

と
に
、
森
林
法

の
公
布
以
前

か
ら
積
極
的
に
植
林
に
と
り
組
み
を
始
め

て
い
る
。

郡
長

あ
て
の
入
会
関
係
調
査
報
告
に
よ

れ
ば
北
原
入
会
地

の

項

に
、
「
入
会
各

部
落

へ
分

割
ノ
見
込
ミ
ヲ
以
テ
戸
数
ヲ
標
準

二
区
画
ヲ
立
テ
明
治
二
七
年

二
植
樹

ヲ
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
遠

ガ
ラ
ス

林
相
ヲ
ナ

ス
状
況
ナ
リ
」
（
役
場
文
書
）
と
あ
り
、
二

七
年
に
入
会

各
部
落
に

よ
っ
て
植
林

を
実
施
し
て

い
る
こ
と
が

わ
か
り
、
明
治
二

八
年

か
ら
三

一
年

の
四
年
開

け
毎
年
大
芝
原
に
植
林

を
行
な

っ
て

い
る

。
そ

の
記

録
に

よ
る
と
、
「
本
村
植
林
（

村

会
ノ
決
議

ニ
ョ
リ
明
治

二
八
年
四
月
廿

七

日

松

苗
、
椚
苗

ヲ
植
工
付
ケ

ル
、
箇
所
（

大
芝
原

于

ビ
ア
西
箕
輪
村
ト
ノ
境
界
線

二
接

シ
東
方

六
拾
間

卜
定

ム
。
尤

モ
境
界
線
（

南
北
凡
ソ
拾
町

卜
見
倣

シ
、
即

チ
拾
町

歩

ノ
植
林
ト
ス
。
本
村
規
定

二
基

ヅ
キ
苗
木
一
戸
弐
拾
本
宛
ヲ
各
耕
地
戸
数

二
割

受

ケ
左
ノ
通

り
施
行

ス
」

と
あ
り
、
面
積

は
四
年
で

Ｉ
〇
町
歩
で

あ
る
か
ら
そ

れ

程
多

く
は
な
い
が
、
村
内

全
戸
に

一
戸
当

た
り
二
〇
本

の
割
合
で
各
耕
地
に
苗

を

渡

し
、

各
耕
地

ご
と
に

植
林
地
域

を
定

め
て
植
林

を
さ
せ

る
と

い
う
方
法

を
採

っ

て
、

全
村
的

な
植
林
と
し
、

植
林
思
想

の
普
及
に
も
努

め
て
い
る
よ
う
に
考
え

ら

れ
る
。
植
樹

の
種
類

は
初
年
度

は
松

と
椚

が
半

々
で

あ
る
。
椚

が
多
数
植
え

ら
れ

て
い
る
の
は
、
当
時
祚
蚕

を
飼
育
す

る
こ
と
に

か
な
り

の
期
待

が
持

た
れ
た
た
め

で

あ
ろ
う
か
、
そ

れ
と
も
刈
敷

あ
る
い
は
薪
炭
用
と
し

て
植
林

さ
れ
た
も

の
で

あ

ろ
う
か
、

そ
の
目
的

が
不
明
で

あ
る
が
、
苗

の
確

保
が
困
難
で

あ
っ
た
こ
と
、
村

民

の
反
対

が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
二
年
目

か
ら
は
赤
松

だ
け
に
な

っ
て
い
る
。

こ
の
初
期

植
林
と
植
林
思
想

の
啓
発
普
及
に
大

き
な
影
響

を
与
え

た
の
が
、
当

時

の
南

箕
輪
小
学
校
長
福
沢

桃
十
で
あ
っ
た
。
先

生
は
生
来
植
樹

植

林

を

好

ま

れ
、
広
々
と
し
た
大
芝
原
に
学
校
林

を
設
け

る
こ
と

を
村
に
要
望
し

て
お
り
、
明

治
二
八
年
四

月
村

会
に

お
い
て
大
芝
原
本
村
分
西
部
に

Ｉ
〇
町

の
学
校
林

を
設
け

る
こ
と
が
決
議

さ
れ
た
。
学
校

で
は
同
月
二
五
日
職
員
児
童

総
出
動
で
二
町
歩
に

団

栗

約

一
万

本

を

植
え

付

け

て

い

る

。

こ

の

こ
と

を

南
箕

輪

学

林

状

況

と

記

さ

れ

た

報

告

書

に

次

の

よ

う

に

記

し

て

い
る

。

明
治
二
十

八
年
四
月
本
村
会
ノ
決
議
ヲ
経
テ
本
村
大
芝
原
弐
百
拾
九
町
歩
ノ
内

西
部
拾
町

歩

ヲ
区
画

シ
、
本
村
学
林
ト
ナ

シ
三
ヵ
年
間

二
団

栗
ヲ
植
ウ
ル
計
画
ヲ
ナ

シ
、
同
年
四
月

二
十
五
日
二
町
歩

二
団
栗
九
千
九
百
七
拾
六
本
植

工
付
ケ
ケ

シ
ガ
、
次
年
度
ヨ
リ
苗
木
ヲ

得

ガ
タ
キ
ョ
リ
同
原
中

ノ
自
然
生
ノ
赤
松
苗
木
ヲ
移
植

ス
ル
コ
ト
ト

シ
毎
年
九
百
七
拾
六

木

ズ
ツ
同

三
十
二
年

二
至

り
全
部
ノ
植

工
付
ケ
ヲ
ナ

シ
終
几

翌
三
十
三
年

二
（

右
ノ
補

植
ヲ
ナ

シ
ク
リ
。

（
小
学
校
文
書
）

こ

の

学

林

の
設

置

及

び

植

林
に

は
村

民

の
反

対

が

か

な

り

あ

っ

た

よ

う

で

あ

る

が

、
村

有

識

者

等

の

説
得

に

よ

っ

て
次

第

に

緩

和

さ

れ
、

特

に

明

治

二

七
年

の
小

学

校

校
舎

の
火

災

と

そ

の
再

建

に

よ

る
大

き

な
借

財

が
、

学

校

林

の
設

置

推

進

に

強

い
影

響

を
与

え

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。
南

箕

輪

学

林

状

況

に

は
造

林

を
要

す

る

理

由

と

し

て

「
本

村
（

明

治

二

十

七
年

村

立
小

学

校

校

合

ヲ
焼

失

シ
客

年

十

二

月

二
至

り

漸

ク

完

成

セ

シ

ガ

、
建

築
費

二
多

額

ヲ
要

シ
今

尚

数

千

円

ノ
村

饌

ヲ
負

担

セ

ル

コ

ト

ナ

レ
バ

、

小

学

校

基

本
財

産

増

殖

ノ

必
要

モ

急

二
迫

リ

オ

レ

リ
」
、

と

書

い

て

い
る

。

な

お

、

児

童

生

徒

に

愛

林

の

念

を

起

こ

し

、

且

つ
自

然

に

親

し
み

を
持

た

せ

る

こ

と

を

目

的

と

し

て

、
明

治

三

五

年

に

は
校

地

の

一
部

に

小

さ

い

な

が

ら
林

苗

圃

を

設

置

し

て

扁

柏

（
ひ

の

き
）
・

落

葉

松

・

椚

の
種

を

播

き

つ
け

三

六

年

に

は

苗

圃

地

一

七

〇

坪

を

借

地

し

、
前

年

播

き

っ

け

た
苗

の
床

替

え

を

し
、

以

後
除

草

、

施

肥

等

の
管

理

作
業

を
行

な

っ

て
苗

木

の
養

成

に

努

め

て

い

る

。

こ

の

よ

う
な

福

沢

先

生

と

そ

の
学

校

の
姿

勢

が
大

き

く
村

民

の
植

林

思

想

の
啓

発

に

役

立

っ

た
も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

こ

う

し

て
、

明

治

三

四
年

に

は
村

長

清

水

平

一
郎

は
、

学

校

林

の
創

設

と

併

せ

て

森

林

愛
護

の

精

神

を

学

童

の

う

ち

よ

り
培

う
意

図

を
以

て
、

福

沢

先

生

の
応

援
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の
も

と

に

大

芝

原

東

端

よ

り

植

林

を

始

め

、
順

年

西

方

に

及

び

ほ

ぼ

富

士

塚
付

近

ま

で

植

林

し

、
学

童

に

植

林

と

山

を

愛

す

る

心

を

植

え

付

け

た

。
（
『
入

会
山
分

割

史
と

こ

の

よ

う
に

し

て

植

え
付

け

ら

れ

た
林

地

は
、

次

の

よ

う
に

新

た
に

明

治

四

四

年

四

月

一
〇

〇

町

歩

の
学

校

林

と

し

て
育

成

さ

れ

る

こ
と

に

な

っ

た

。

上
伊

那
郡
南
箕
輪
村
弐
千
三
百
五
十
番
イ
号
大
芝
原

一
、
原
野
百
町
歩
　

所
有
者
南
箕
輪
村

小
学
校
基
本
財

産
造
成
ノ
為
右
土
地
ヲ
学
林
ト

シ
、
其

ノ
収
益
ヲ
学
校
基
本
財

産
二

編
入

ス
ル

モ
ノ
ト

ス
。

理
　

由

教
育
ノ
事

タ
ル
国
家

二
対

ス
ル
義
務

ニ
シ
テ
荷
モ
忽
諸

二
附

ス
ル
ベ
カ
ラ
ザ

ル
事
業

二
属

ス
。

而
シ
テ
、
教
育

費
（

年

々
増
嵩

ス
ル
（

既
往

二
徴

シ
テ
明
ラ

カ
ナ
リ
、
依

ツ
テ
該
原

野

植
林

ノ
収
益
ヲ
小
学
校

基
本
財

産
ト
シ
テ
将
来
教
育
上
支
障

ナ
カ
ラ

シ
メ
ン
ト

ス
ル
ニ

ア
リ
。

右
明
治
四
十
四
年
四
月
十
日
議
決

（
小
学
校
文
書
）

明

治

三

七
年

に

は
極

め

て
大

掛

り
な

植

林

が
企

画

さ

れ

て

い

る

。
こ

の
こ

と

が

同

三

八
年

の
郡

役

所

へ
提

出

し

た
事

務

報

告

の
控

え

に

次

の
よ

う

に

書

か

れ
て

い

る

。
明
治
三

十
七
年
十

一
月
十
九
日
開
設
村
会
ノ
決
議

二
基

キ
、
明
治
三
十
八
年
三
月
県
設

上
伊

那
苗
圃
養

生
赤
松
苗
弐
年
生
百
参
万
弐
百
五
十
本
、
落
葉
松
苗
五
万
五
千
弐
百
四
十

本
、
栗
苗
参
万
本
ノ
下
附
ヲ
願
イ
、
各
部
落

二
之
ヲ
分

カ
チ
苗
圃
ヲ
設
置

シ
養
生

セ
シ
メ

テ
翌
年
春
期

二
於
ケ
ル
植
栽
苗
木

二
充
テ
サ

シ
ム
ル
ノ
企
画
ヲ
ナ

シ
タ
リ
、
其
ノ
苗
木
ヲ

各
部
落
へ
分
布

セ
シ
数
（

久
保
北
割
　

赤
松
苗
　

六
万
九
千
七
百
七
十
九
本

久
保
南
割
　

ナ

シ

大
泉
　
　
　

赤
松
苗
　

九
万
九
千
弐
百
本

北
殿
　
　
　

赤
松
苗
　

五
五
万
三
千

本

南
殿
　
　
　

赤
松
苗
　

九
万

二
千
五
百
本

田
畑
　
　
　

赤
松
苗
　

十
四
万

三
千
四
百
本

神
子
柴
　
　

赤
松
苗
　

七
万

二
千

三
百

七
十
五
本

外
、
落
葉
松
苗
、
栗
苗
（

赤
松
苗

ノ
比
例

二
依
リ
交
付

シ
タ
リ

（
役
場
文
書
）

こ

の
大

量

の
苗

を
各

部

落

の

ど

こ
に

仮

植
し

て
養

成

し

、

ま

た

い

つ

ど
こ

に

植

林

を
し

た

の

か
、

植
林

の
直

接

の
資

料

は
見

当

た

ら
な

い
が

、

明

治

三

七
～

八
年

に

は
三

本

木

原

・
上

ゲ

溝

原

・
牛

馬

飼

場

今
中

野

原

等

の
入

会

地

が

各

部

落

に

分

割

さ

れ
て

お

り
、

中

野

原

、

三

本

木

原

等

は
各

部

落

ご

と

に

植

林

が

行

な

わ
れ

て

お

り
、

入

会

慣

行

調

査

報

告

書

（
明
治
四
四
年
役
場
文
書
）
に

よ

れ

ば

、

中

野

原

だ

け

で

植

林

面

積

が

六

六
町

余

に

達

し

て

お

り

、

三

本

木

原

も

三

八

年

分

割

し

各

部

落

に

お

い
て

植

樹

し

た

か
ら

近

き

将

来

林
相

を

な

す

だ

ろ

う

と
報

告

し

て

お

り

、

三

七

年

の
犬

規

模

植

林
企

画

は
中

野

原

や

三
本

木

原

の

植
林

と

考

え

ら

れ

る

。

明

治

四

三

年

、

国

は

公

有

林

野

造

林

奨

励

規

則

を
公

布

し
、

同

年

七

月
、

県

は

公

有

林

野

造

林

補

助

に
関

す

る
県

令

を

定

め
、

特

に

町

村

有

林

野

に
有

利

な

奨
励

政

策

が

と

ら

れ

た

。
本

村

で

は

早
速

こ

の
制

度

に

よ

る
補

助

金

を
受

け

て
大

規

模

な

植

林

を

行

な

っ
た

。

こ

の
時

の
植

林

は

次

の
よ

う

で

あ

る

。

明

治
四
十
四
年
四

月
　
植

樹
補
助

一
町
歩

二
付

キ
三
円

九
十
三
銭

大

芝
原
　

三
十
三
町
歩
　

赤
松
十
万
本
　

コ
レ
（

赤
松
疎
林

二
付

キ
三
坪

二
一
本

ノ
割

二

テ
補
植

扁

柏
一
万
本
　

赤
松
植
林
中

へ
植
樹

ス
ル

（
役
場
文
言
）

以

後

、
大

正

二
年

に

は
赤

松

一

五
万

本

を
栽

植

す

る

な

ど
、

大

正

八
年

こ

ろ

ま

で
大

芝

原

、

北

原

に

連

年

の

よ

う

に

植

林

し
、

七
年

に

は
北

沢

山

の
南

箕

輪

管

理

地

域

一

〇

町

歩

に
扁

柏

三

万

本

の

植

林

も
行

な

っ
た

。

こ

の
よ

う

に

し

て

、

か

つ
て

抹

場

と

し

て
利

用

さ

れ

た

共
有

原

野

は

一
部

開

墾
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さ
れ
て
畑
と
な
っ
た
が
、
大
部

分
け
森

林
と
し
て
生
ま
れ
代

わ
る
こ
と
に

な
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
植
林
地
は
初
期

の
う
ち
は
下
草

が
抹

と
し

て
採
取

さ
れ
て

い
る
が
、
や

が
て
、
間
伐
材
、
下
打

ち
枝
、
落
葉
等

の
燃
料
採
集

の
場
所
に
変

わ

っ
た
。

な
お
、

こ
の
よ
う
な
抹
揚

か
ら
森
林

へ
の
大
規
模

な
転
換
期
に
当

た
り
、

膨
大

な
樹

苗
が
必
要

と
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

そ
の
需
要

に

答

え

る

た

め
、
県
下

に

Ｉ
〇
箇

所
の
県
設
苗

圃
が
設
け

ら
れ
る
こ
と
に

な
り
、
本
村

は
明
治

三
二
年
七
月

に
そ
の
県
設
苗

圃
を
大
芝
原
に
設
置

す
る
よ
う
村
会

の
議

を
経

て
請

願
を
し
て

い
る
。
県
営
技
師
の
実
地
踏

査
の
結
果
、
大
芝
原

で
は
な
く
、
前
宮
原

に
県
設
苗
圃
が
設
置

さ
れ
た
こ
と
は
次
の
資
料

か
ら
わ
か
る
。

県
設
苗
圃
用
地
賃
貸
借
承
諾
二
関
ス
ル
決
議

南
箕
輪
村
七
千
九
百
十
八
番
地
字
前
宮
原

原
野
拾
四
町
五
反
四
畝
廿
九
歩
ノ
内

一
、
原
野
反
別
五
町
歩
　
神
子
柴
共
有
地

右
原
野
県
設
苗
圃
用
地
ト
シ
テ
供
与
、
賃
貸
料
金
拾
円
ヲ
承
認
ス
ル
コ
ト

右
本
村
会
ノ
決
議
ヲ
経
ク
リ

明
治
三
十
二
年
十
月
六
日
　
南
箕
輪
村
長
　
清
水
平
一
郎
別

こ
う
し
て
、

県
設
苗

圃
が
村
内

に
作

ら
れ
大
正

六
年

ご
ろ
ま
で
存
続
し

て
大
量

の
樹

苗
が
供
給
さ
れ
、

さ
ら
に
、
明
治
四

五
年

ご
ろ
か
ら
は
、
南
殿
宮

ノ
上
に
上

伊

那
第
一
郡
設
苗
圃
（
看
手
有
賀
義
次
）
が
設
置

さ
れ
た
。
（
第
二
苗
圃
長
谷
村
非
持
、

第
三
苗
圃
駒
ヶ
根
市
赤
穂
）

さ
ら
に
、
大
正

一
一
年
に
長
野
・
飯
田

に
官
行

造
林
署

が
設
置

さ

れ

て

い

る

が
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
北
殿

の
原

に
飯
田
営

林
署
箕
輪
苗
圃

が
設
置

さ

れ
、
こ
れ
は
同
苗
圃
加
西
天

竜
耕
地
整
理
組
合
内

の
開
田

地
域
に

入
っ
た
た
め
に

開
田
す
る
こ
と
と
な
り
、
昭
和
一
一
年
に
大
芝
原

の
西
天

竜
幹
線
水
路
上

に
移
転

す
る
ま
で
存
続
し
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。

村
に

お
い
て
も
、
増
大

す
る
需
要
に
答
え

る
た
め
大
正

二

年
か
ら
村
設
苗
圃

を
設
置
し
、
昭
和

一
八
年
ご

ろ
ま
で
樹
苗

の
養
成
を
行
な

っ
て
森
林
育
成
に
努
め

て
い
る
。

こ

れ
ら
苗
圃

の
う
ち
、
郡
設
苗
圃
に
お
け
る
樹

苗
供
給
の
例
を
次
に
掲
げ
て
お

く
こ
と
に
し

よ
う
。

上
伊
那
郡
役
所
指
令
勧
乙
第
一
〇
号

南
箕
輪
村
役
場

大
正
十
一
年
一
月
九
日
願
イ
出
苗
木
下
付
ノ
件
聞
届
ク

但
シ
左
記
ノ
通
り
心
得
ベ
シ

大
正
十
一
年
三
月
十
三
日

上
伊
那
郡
長
　
堀
江
忠
也

左
記

て

扁
柏
苗
木
九
万
五
千
本
　
　
村
有
林
野
植
栽
分

て

吉
野
桜
苗
木
　
壱
百
本
　
　
（
第
一
苗
圃
養
成
分
）

（
役
場
文
書
）

こ

の
よ
う
に
、
県
設
や
郡
設

の
苗
圃
が
村
内
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
村

有
林

を
多

く
持

っ
て
い
た
本
村
に
と

っ
て
は
有
意
義
な
こ
と
で
あ

っ
た
と
思

わ
れ
る
。

囲
　

森
林
の
保
護
育
成

当
時
森
林

の
荒
廃

の
原
因
は
乱
伐
と
野
火
に
あ
る
と
さ
れ
、
森
林

の
保
護
育
成

の
上
で
火

災
防

止
は
重
大
な
問
題
点
で
あ

っ
た
。
既
に
明
治
一
四
年
野
火
防
衛
規

則

を
作

り
、

そ
の
防
止
に
努
力
し
て

い
る
が
、
県
に
お

い
て
は
三
三
年
「
林
野
火

入
れ
及

び
焚
火
取
締
規
則
」

を
制
定
し
て

い
る
。
村
で
は
明
治
四
一
年

二
一
月
よ

り
大
芝
原

植
林
地

の
看
守
人

を
委
嘱
し
て
其

の
保
護
に
当
た

宍

特
に
野
火

の
予

防

と
幼
木

の
撫
育
等

の
た
め
大
芝
原

全
域

を
巡
視
す
る
よ
う
に
し
か
。
そ
れ
で
も

「
明
治
四
十
五
年
三
月
二
十
三
日
午
後
四
時
頃
大
芝
原
西
南
端
よ
り
発
火
五
町

歩

消
失
、
同
年
四
月

八
日
大
芝
原

の
百
方
西
箕
輪
村
北
部
よ
り
発
火
三
反

歩
消
失
、

卵2
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何

れ
も
南
箕
輪
大
泉
部
落
消
防
手
に
よ
り
消

し

止

む
」
（
郡
部
長
宛
報
告
『
入
会
分

割
史
』
）
と

あ
る
よ
う
に
、
幸

い
大
事
に
至
る
前
に
消
し
止
め
て
は

い
る
か
、
野
火

の
発

生
は
あ
と

を
絶

だ
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
村
で
は
林
野
消
防
班
を
充
実
さ
せ
る

と
共
に
、
大
芝
植
林
地
に
対
し
明
治
四
五
年
五
月
よ
り
翌
年
に
か
け
て
次
の
よ
う

に
防
火
線

を
設
置
し

た
。

防
火
線
　
縦
線
（
東
西
線
）
　一
太｛
　
幅
コ

ー尺
　
長
さ
千
四
百
五
十
間

横
線
（
南
北
線
）
四
本
　
幅
九
尺
　
　
延
長
千
五
百
七
十
開

総
坪
数
　
五
千
弐
百
五
拾
坪

こ

れ
は
明
治
四
三
年
に
公
布
さ
れ
た
公
有
林
野
造
林
補
助

規
定
に

よ
る
補
助

を

受
け
て
設
置
し
て

い
る
が
、
大
正

二
年
三
月
縦

線
の
幅
を
三
間
横

線
の
幅

を
二
間

に
拡
大
し
、
さ
ら
に
、
昭

和
に
な
っ
て
は
大
芝
原
に

お
け
る
防
火

線

の

延

長

を

し
、
北
原
に
も
防
火
線
を
設
け
て

い
る
。

植
林
に
対
す
る
一
般
的
な
管
理

保
護

に
つ
い
て
は
、
本
村

は
既
に
明
治

一
八
年

に
「
植
林
地

二
関

ス
ル
規
程
」
を
定
め
、
そ
の
第
五
条
に
「
本
村

植
林
地
（

向

コ

ウ
拾

力
年
ヲ
期

ビ
ア
請
負
保
管
法

ヲ
以
テ

保
管

ス
：
こ

と
し
て
、

請
負

人
を
定

め

て
植
林
地
の
管
理
保
護

を
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
が
、
明
治
四

一
年
に

は
新

た

に
「
大
芝
原

植
林
地
保
管

規
定
」
を
定
め
て
こ
れ
に

か
え
て
い
る
。
こ
の
規
定
で

は
、
契
約
に
よ

っ
て
看
守
人
を
雇

い
、
そ
の
看
守

人
に

は
生
活

の
基

盤
と
し

て
四

間
×
三
間

の
大

き
さ
の
番
小
屋

と
三
町

歩
の
土
地

を
貸
与

し
、
常
に
現
地
に

生
活

し
て
植
林
地
の
管
理
保
護

に
当
た
る
よ
う
定
め
て
い
る
。

大
正

時
代

に
入
る
と
森

林
政
策
は
各
種
補
助
金
制
度
に

よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
。

す
な

わ
ち
、
林
野
保
護

奨
励

金
、
樹

苗
養
成

奨
励

金
、
林
業
技
術
職
員
設
置
奨
励

金
等
の
補
助

金
政
策
で
あ
る
が
、
本
村

で
は
こ
れ
ら
の
補
助
金

を
有

効

に

活

用

し
、
森
林
の
保
護
育

成
に
努
め
て
い
る
が
、
大
正

七
年
次

の
よ
う
な
植
林
地
保
護

規
定
を
も
う
け
て
そ
の
万

全
を
期

し
て
い
る
。

南
箕
輪
村
植
林
地
保
護
規
程

第
一
条
　

本
村
有
植
林
地
（

本
規
定
ノ
定
ム
ル
ト
コ
ロ
ニ
ョ

リ
之

ヲ
管
理

ス
。

第
二
条
　

村
長
（

毎
年
植
林
地
ヲ
巡
視

シ
其
ノ
状
況

ヲ
調
査
ス
ペ
シ
。

第
三
条
　

植
林
地
施
業
ノ
タ
メ
常
設
ノ
林

務
委
員
三

名
ヲ
置

ク
、
其
ノ
任
期
（

三
ヵ
年
ト

ス
。

第
四
条
　

林
務
委
員
（

本
村
公

民
中
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ヨ
リ
選
挙
シ
、
委
員

ノ
費
用
弁

償
（

一
日
金
参
拾
五
銭
ト
シ
支
給
方
法
（

本
村
給
与
規
定
ニ
ョ
ル
モ
ノ
ト

ス
。

第
五
条
　

委
員
（

毎
月
一
回
以
上
植
林
地
ヲ
巡
視

シ
、
左
記
事
項

ヲ
細

密
二
調

査
ノ
上
意

見
ヲ
附

シ
テ
村
長

二
報
告
ス
ベ

シ
。

一
、
生
育
状
況
、
改
植
補
植
間
伐
其
ノ
他
ノ
手
入

レ

ニ
、
防
火
線
ノ
状
況

三
、
害
虫
並
ビ
ニ
病
害
ノ
予
防
駆
除

第
六
条
　

植
林
地
保
護
ノ
為
請
願
巡
査
一
名
ヲ
置

ク

＝
ト
ヲ
得
。

第

七
条
　

村
長
（

毎
年
度
予
算

二
基
ヅ
キ
落
葉
松
、
赤
松
、
扁

柏
等
喬
林
作
業

ヲ
ナ
ス
モ

ノ
ト
ス
。

第
八
条
　

委
員
（

本
村

役
場

植
林
地
台
帳

へ
左
ノ
事
項

ヲ
記
載

ス
ベ
シ
。

一
、
種
類
及
ビ
樹

令
別
ノ
大
要

二
、
新
植
及
ビ
補
植
改
植
ノ
年
月
日
其

ノ
樹
令
別

並
ビ
ニ
苗
木
数

几

間
伐
択
伐

ノ
種
類
及

ビ
其
ノ
数

量

四

、
被
害
木
ノ
種
類
、
樹

令
、
数

量

五
、
沿
革

ノ
大
要

六
、
其
ノ
他
必
要
事
項

第
九
条
　

植
樹

ノ
伐

採
期
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
左
ノ
如

シ
。

一
、
赤
松
　

五
十
年
　
　
　

二
、
落
葉
松
　

五
十
年

三
、
杉
　
　

五
十
年
　
　
　

四

、
扁
柏
　
　

六
十
～

七
十
年

第
十
条
　

株
下

草
ノ
採
取
（

従
来
ノ
慣
行

ニ
ョ
リ
村
民

二
採
取

セ
シ
メ
、
落
葉
（

毎
年
村

会
ノ
決
議
ヲ
経

テ
期
日

ヲ
定
メ

ー
般
村
民

二
無
價
譲
与

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。
但

シ
、
既
植

樹
（

勿
論
天

然
性
ノ
稚
樹

卜
雖

モ
伐

り
取

り
枝
打
チ
（

厳
禁

ス

第
十
一
条
　

植
林
地
手
入
レ
方
法
（

毎
年

実
地

ヲ
踏

査
シ
樹
齢

二
従
イ
其

ノ
区
画
及

ビ
期

5 お
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日

ヲ
定
メ
、
村

会
ノ
決
議
ヲ
経
テ

ー
般
村
民

二
手
入

レ
ヲ

ナ
サ

シ
メ
、
打

尹
枝
（

無
償

譲
与

ス
ル
コ
ト

ア
ル
ペ
シ
。

第
十
二
条
　

前
条

ノ
決
議

ニ
ョ
リ

ー
般
村
民

二
手
入

レ
枝
打
チ
ナ
サ

シ
ム
ル
場
合

ベ

村

長
及

ビ
区
長
又
（

当
該
委
員
指
揮
監
督
ス
。

第
十
三
条
　

本
規
定
以
下
ノ
事
項

ニ
シ
テ
管
理
上
必
要
卜
認

ム
ル
ト
キ
（

村
会
ノ
決
議
ヲ

経
テ

コ
レ
ヲ
定

ム
。

附

則

第

十
四

条
　
本
規
定
（

大
正

七
年
四
月

一
日

ヨ
リ
コ
レ
ヲ

施
行

ス
。
但

シ
、
従
前

ノ
規
定

（

本
規

定
施
行

ノ
日

ヨ
リ

コ
レ
ヲ
廃

ス
。

大
正

七
年
三
月
十
四
日

提
出
　

南
箕
輪
村
長
　

征
矢
友
三
郎

（
役
場
文
書
）

こ

の
規

定

は
村

有

林

に

対

す

る
村

長

の
義

務

、

三

名

の
常

設

林

務

委
員

の
設

置

と

そ

の
任

務

、

下

草

、

落

葉

の
採

取

及

び
植

林

地

手

入

れ
法

等

を
定

め

て

い

る

が

、

外

に

請

願

巡

査

一
名

を
置

く

こ
と

を
得

る

こ
と

に

し

て

い

る

。
こ

の
規

定

に

基

づ

い
て

「
本

村

有

林

野

植
林

反

別

弐

百

九
拾

六
町

四

畝

弐

拾

弐

歩

、

及

び
本

村

各

部

落

有

林

野

村

長

管

理

に

属

す

る
総

反

別

百

三

拾

九

町

壱

反

六

畝

五

歩

の
保

護

の
為

」

と

し

て

、

森

林

警

察

官

の
派

出

を

申

請

し

、

大

正

七
年

四

月

一
日

か
ら

、

18　森 林保護のための特置巡査配置

許 可通知

図5

数
年

間

特
置

巡

査

の
配

置

が
認

め

ら

れ
、

植
林

地

の
保

護

取

締

り
に

当

た

っ

て

い

る

。

し

た

が

っ

て
、

部

落

有

林
野

で

あ

っ

て

も
村

長

管

理

下

に

あ

る
林

野

は
、

間

伐

、

下

草

刈

り
、

枝

打

ち

等

の

手

入

れ

は
村

長

に

届

出

て
、

村

役

場

か

ら
特

置

巡

査

に

通

報

し

誤

り
無

き

を
期

し

て

い

る

そ

の

一
例

を

あ
げ

る

。

乙
第
八
二
三
号
　
　

十
月
十
日

神

子
柴
区
長

ヨ
リ
字

三
本
木
原
及

ビ
中
野
原
部
落
有
植
林
地
松
枝
打
チ
、
本
月
十
二
日
ヨ

リ
三
十
日
迄

二
於
テ
施
行
ノ
旨
届
出
候

二
付

キ
御
了
知
相
成

り
度

ク
候
。

大
正

七
年
十
月
十
日
　
　
　
　
　

南
箕
輪
村
役
場

黒
沢
特
置
巡
査
殿

（
役
場
文
書
）

さ

ら

に

、

大

正

十

三

年

に

は

「
村

有

林

ノ
経

営

及

ビ
入

会

山

野

ヲ

整

理

シ
適

当

ナ

ル
施

設

経

営

ヲ

為

ス
「

本

村

ノ

重

要

ナ

ル

事

業

ナ

リ

、

林

業

技

術

職

員

ヲ

置

キ

専

ラ

コ

レ

ニ
当

ラ

シ

メ

ン

為

本

規

定

ヲ

設

グ
ル

ナ

リ

」
（
役
場
文
書
）
と

し

て

林

業

技

術

職

員

設

置

規

定

を

設

け

、

奨

励

金

の
交

付

を

受

け

て

十

数

年

間

林

業

技

術

職

員

を

置

い
て

い
る

。

さ

ら

に

同

一

四

年

に

は
林

野

消

防

組

織

を

作

る

な

ど

公

有

林

野

の
多

い
本

村

に

と

っ
て

林

業

政

策

は

村

政

の
極

め

て

重

要

な

部

分

を

占

め

て

い

た

。次

に

、

森

林

の
保

護

育

成

の
中

で

困

難

な

問

題

は

害

虫

駆

除

で

あ

っ
た

。
大

正

七

年

に

は
北

原

の
松

林

に

松

毛

虫

が

大

発

生

を

し

た

。

そ

の

駆

除

の

た

め

七

〇

余

人

の
番

人

を

配

し

て

一

町

六
反

余

の
松

林

に

火

入

れ

を

し

て

い
る

。

も

ち

ろ

ん

こ

れ

だ
け

で

は

害

虫

の
拡

が

り

は

抑

え

ら

れ

ず

、

次

の

よ

う

に
多

数

の
村

民

を
動

員

し

て

捕

殺

を

行

な

っ
た

。

乙
第
五
八
号
　
　

大
正
七
年
五
月
十
七
日

本
村
字
北
原
植
林
地

へ
害
虫
発
生

二
付
イ

テ
（

駆
除
法
研
究
ノ
結
果
、
捕
殺

ノ
外
方
法

コ

レ
無

キ
ニ
付

キ
、
明
十

八
目
駆
除
致

シ
候
条
同
日
午
前
九
時
実
地

へ
左
記

ノ
器
具
携
帯
出

頭
候
様
御
部
内
一
般

へ
御
触

レ
示

シ
相
成

り
度

ク
此
段
通

知
二
及

ビ
候
也
。
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村
役
揚

各
区
長
宛

一
、
小

ナ
ル
「

バ
ケ
ツ
」
若

シ
ク
（

同
様
ナ
品

（
害
虫
ヲ
入
レ
ル
器
具
）
及
ビ
害
虫
ヲ
取

ル
モ
ノ

。

目
下
農
蚕
多
忙
中
ノ
季
節

二
付

キ
、
人
夫
（

男
女
ヲ
問
ワ
ズ
害
虫
ヲ
捕
殺

シ
得
ラ
ル

ル
者

ナ
ラ

バ
宜
敷

キ
ニ
付

キ
、
御
承
知
ノ
上
御
触
レ
示

シ
相
成
り
度
ク
候
也
。

（
役
場
文
書
）

し

か
し

、

広

い
松

林

町
中

の
松

毛

虫

の

駆

除

は

容

易

な

こ

と

で

は

な

く
、

六

月

コ

ー日

に

は

小

学

校

六

年
以

上

の

男

生

徒

が
駆

除

に

参
加

し

て

い

る

。
子

供

た

ち

の

捕

え

た

毛

虫

は

村

に

よ

っ
て

買

い
取

ら

れ

て

い
る

が
、

大

人

で

も
気

味

悪

が

っ

て

尻

込

み

を

す

る

よ

う

な

こ

と

で
、

子

供

た

ち

の
中

に

は
気

分

を
悪

く
し

、

翌

日

学

校

を

休

ん

だ
者

も

あ

っ

た

と
書

き
残

さ

れ

て

い

る

。
大

芝

原

で

は

そ

の
年

七
月

一

二

日
、

松

毛

虫

の
繭

を
量

に

し

て

一

一
石

三

斗

余

捕

獲

し

た
が

翌

八
年

に

も

か

な

り

の
発

生

が
み

ら

れ

て
、

や

は

り
何

回

も

捕

殺

を

行

な

っ
て

お
り

、

い

か
に

松

毛

虫

の
駆

除

に

腐

心
し

た

か
が

想

像

さ

れ

る

。

聯
　

村

有

林

生

産

物

の
販

売

植
林

か

ら
下

草

刈

り
や

枝

打

ち

等

の
手

入

れ
や

害

虫

駆

除

、

火

災

防

止

等

、
村

長

以

下

村

民

全

体

の
努

力

の
結

果

は
、

既

に

「

大

芝

原

模

範

林
（

成

育

良
好

ニ

シ

テ

、

大

正

四

年

十

月

信

濃

山

林

会

総

会

ヲ

開

ク

ニ
当

タ

リ

、

其

ノ

視
察

団

一
行

ヲ

歓

迎

シ
県

下

ノ
賞

賛

ヲ

得

タ
リ

」
（
役
揚
文
書
）
と

い
う

ほ

ど

に

な

っ
て

い
た

。

早

く
も

大

正

コ

ー年

に

は
村

有

林

大

芝

原

の
一

部

が
伐

採

さ

れ

、

そ

の

収

益

は

基
本

財

産

と

し

て
蓄

積

さ

れ

る
よ

う

に

な

っ

た
。

議
案
第
六
号
大
芝
原
村

有
林

一
部
伐

採
二
関

ス
ル
議
案

南
箕
輪
弐
千
参
百
五
十
ハ

イ
号
字
大
芝
原

て

原
野
　

植
林
反

別
弐
百

拾
九
町
弐
畝
弐
拾
歩

所
有
者
　

南
箕
輪
村

右
植
林
地
ノ
内
第
四
・
五
両
林
班
ノ

ー
部
伐

採
実
測
面
積

十
町
歩
赤
松
二

十
五
年

生
乃
至

二
十
七
～
八
年
生
、
参
万

本
、
材

積
見
込
ぺ
九
千

弐
百

九
十
八
石

。

右
立
木
ヲ
大
正
十
二
年
三
月
ヨ
リ
同
十
三
年
十
二
月
迄

ノ
伐
期

ニ
テ
売
却

シ
、
代
金
（

村

条
例

ニ
ョ
リ
基
本
財
産
ト

シ
テ
蓄
積
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

大
正
十
二
年
二
月
十
五
日

提
出
　
　

南
箕
輪
村
長
　

松
沢
郡
寿

村
有
林
売
却
見
込
ミ

用
材
　

壱
万
八
千
八
百
本
　

八
千

六
拾
壱
石

三
斗

薪
材
　

壱
万
弐
千
弐
百
本

百
参
拾
弐
棚

（
塩
ノ
井
大
東
文
書
）

こ

の
伐

期

中

の
大

正

二

一
年

九
月

一
日

関

東

大

震

災

が

あ

っ
て

木

材

需

要

の
急

増

と

な

り
、

村

長

と
専

任

林

務

は
東

京

方

面

に

需

給

関

係

の
視

察

に

行

っ
て

き

て

い

る

。

そ

の
報

告

に

「
…

用

材

ト

シ
テ

価

値

ア

ル

モ
ノ
（

夫

々
製

材

シ
置

カ

バ

、

短

時

日

テ

ビ
ア
需

要

ヲ

充

タ

シ
不

用

二
帰

ス
ル

如

キ

事

ナ

キ

ヲ

信

ズ

ル

ヲ
以

テ

成

ル
可

ク
伐

採

二
注

意

シ
用

材

ト

シ
テ

価

値

ア

ル
モ

ノ
（

之

ヲ

利

用

シ
、

其

ノ

他
「

架

掛

用

材

、

薪

材

ト

ナ

ス
ヲ

相

当

ナ

ル
方

法

卜

認

ム
」

と

述

べ

て

い
る

。
用

材

が

ど

の

よ

う
に

販

売

さ

れ

た

か
不

明

で

あ

る

が

、

薪

材

に

つ

い
て

は

「

視
察

後

各

所

ニ

ツ

キ
需

要

照

会

致

シ
候

処

何

レ
モ

一

棚

五

円
以

上

ノ

申

シ
込

ミ

テ

ビ
ア
頗

ル
好

況

二

コ

レ
有

リ

、

本

村

ノ

為

同

慶

二
存

ジ

候

。

就

イ

テ
（

右

ノ

次
第

ニ

テ
特

売

ノ

必

要

コ

レ
無

ク
：
こ

と

し

て

、

次

の
よ

う

に

公

売

し

て

い
る

。

村
有
林

ノ
間
伐
材
ノ
内
左
記
ノ
通
り
公
売
致

ス
可

キ
ニ
付
キ
、
立
会
下

サ
レ
度

ク
此

ノ
段

通
知

二
及

ビ
候
也

大
正
十
二
年
十
二
月
一
日
　
　
　

南
箕

輪
村

役
場

村
会
議
員
殿

記

て

赤
松
薪
　

凡
ソ
弐
百
棚
　

但

シ
尺
八
寸
四

九
積
　

南
箕
輪
村
大
芝
渡

シ

一
、
松
葉
　
　

凡

ソ
弐
千

駄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
所
渡

シ

一
、
入
札
場

所
　
　
　
　
　

南
箕
輪
村
役
場

卵5



入会山野と村 の生活第5･章

一
、
入
札
ノ
日
時
　
　
　
　
大
正
十
二
年
十
二
月
四
日
午
後
二
時
限
リ

ー
、
入
札
及
ビ
落
札
保
証
金
各
価
格
百
分
ノ
五

開
札
ノ
時
　
　
　
　
　
／
切
り
後
即
時

（
塩
ノ
井
大
東
文
書
）

ま
た
、
大
正

一
三
年
に

は
南
箕
輪
村
役
場
庁
舎
改
築
資
金
積
立
規

程

が

作

ら

れ
、
村
有
林
間
伐
施
業
収
益
金

を
毎
年
五
百
円
以
上
積
み
立

て
、
役
揚
庁
舎

の
改

築
資
金

の
蓄
積
に
重
要
な
役
割
を
果

た
し

た
。
こ

れ
ら
は
村
有
林
生
産
物
利
用

の

ご
く
初
期

の
例
で

あ
る
が
、

そ
の
後

の
先
人

の
汗

の
結
あ
が
村

の
基
本
財
産
と
し

て
、
村
財
政

の
上
に
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て

い
る
。

二
　

部

落

有

林

野

の
村

有

へ

の
統

一

明
治
三
四
年
、
公
有
林
野
整
理
規
則
が
定
め
ら
れ
、
五
町

歩
以
上

の
公
有
原
野

の
取
り
調

べ
が
行
な

わ
れ
て
い
る
。
そ

の
目
的
は
公
有
山
野
を
芝
地
、
牧
草
地
と

し

て
残
す
区
域
と
、
林
地
と
に
区
分
さ
せ
、
植
林

の
奨
励
と
同
時
に
入
会
権
を
解

消
し
、
市
町
村
財
産

の
造
成
も
目
指
し
た
も

の
で
あ

っ
た
。
国

は
明
治
四
二
年
二

月
各
府
県
に
対
し
公
有
林
野

の
現
況
を
調
査
報
告
さ
せ
て

い
る
。
こ

の
段
階
で
は

全
国

の
公
有
林
野
二
九
七
万
町
歩

の
う
ち
町
村
有
は
二
二
％

、
部
落
有
七
七
％

と

圧
倒
的
に
部
落
有
が
多

か
っ
た
。
政
府
は
四
三
年
三
月
公
有
林
野
造
林
奨
励

規
則

を
公
布
し
、
市
町
村
有
又
は
町
村
組
合
有
林
野
に
優
先

的
に
こ
れ
を
適
用

す
る
こ

と
に

よ
っ
て
、
部
落
有
林
野

の
村
有
へ

の
統
一
を
ね
ら

っ
た
。

こ

れ
ら

の
国

の
方
針
に
基
づ

い
て
県
は
明
治
四
三
年
三
月
、
内
訓
三
号
を
布
達

し

か
。
こ
れ
は
、
国

の
指
示

の
も
と
に
部
落
有
財
産

を
村
有
に
統
一
し

て
地
方
自

治
体

の
財
源

を
強
化

す
る
こ
と
、

一
方
で
統

一
さ
れ
た
公
有
林
野
に
施
業
案

を
実

施

し
て
治
水
に
利

す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
部
落
財
産
統
一

の
目
的
は
、
部
落
財
産

統
一
過

程
報
告

の
中

の
左
の
一
文
に

よ
く
示

さ
れ
て
い
る
。

「
町
村
自
治
卜
部
落
有
財
産
ト
ノ
関
係
（

自
治
行
政
上
頗
ル
留
意
ス
ベ
キ
事
柄

二
属

シ

テ
、

ユ
レ
ヲ
統
一

シ
又
ヤ
ム
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
（

純
然
コ
レ
ヲ
町
村
長

ノ
管
理

二
移

ス
コ
ト

（

、
町
村
自
治
ノ
発
達
ヲ
遂
ゲ

シ
メ
、
又
区

有
ナ
ル
ガ
為

二
荒
廃

セ
シ
山

野
ヲ
利
用

シ
国

富
ヲ
増
サ

シ
ム
ル
コ
ト
「

一
日
モ
差
シ
措

ク
ベ
カ
ラ
ズ
…
」
。

（
役
場

文
書
）

す

な

わ
ち

、

当

時

ま

だ

弱

体

で

あ

っ
た

町
村

制

を

確

固

な

も

の
に

す

る

た

め

に

、

町

村

自

治

体

の
財

源

を

強

化

す

る

こ

と

、

町

村
有

に

統

一

す

る

こ

と
に

よ

っ

て

荒

廃

し

た
山

野

の

植

林

を

容

易

に

し

治

水

の

実

を

挙

げ

、

ひ

い
て

は
国

富

を
増

す

と

い
う

こ

と

に

あ

っ
た

の

で

あ

る

。

各

町

村

は

こ

れ

ら

国

々

県

の

指

導

の

も

と

に

部

落

有

林

野

の

町
村

統

一

へ

の

努

力

を

し

て

い
る

が

、

こ

の

時

期

で

は

本

村

関

係

の

入

会
原

野

は

全

部
部

落

有

に

分

割

さ

れ

た
ば

か

り

で

あ

り

、

入

会

山

の

方

は

ま

だ

他

町

村

の
部

落

を
含

め

た

各
部

落

の
共

有

入

会

地

と

し

て

旧

来

の
形

の

ま
ま

で

残

さ

れ

て

い
た

。

し

た

が

っ
て

、

こ

れ
を

村

有

に

統

一

す

る

と

い
う

こ

と

は

簡

単

に

進

む

こ

と

で

は

な

か

っ
た

。
明

治

四

四

年

入

会

地

の
現

況

と

整

理

計

画

と

を

郡

長

に

報

告

し

て

い
る

が

、

入

会

地

の
整

理

に

つ

い

て
次

の
よ

う

に

報

告

し

て

い
る

。

北
原
：
入

会
整
理

二
付

キ
テ
ハ

部
落
有
財
産
ヲ
村
有

二
統
一
ス
ル
計
画
ナ
レ
ド
、
一
朝
旧

慣

ヲ
打
破

ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
遅

々
ト

シ
テ
進
行

セ
ズ
。

中
野
原
…
部
落
有
財
産

ヲ
村
有

二
統
一

ス
ル
計
画
ナ

レ
ド
、
本
原
ノ
如

キ
（

部
落
有
ト

シ

テ
村
長

監
督
下

二
保
存

ス
ル
コ
ト
ニ
確
定

ス
。

三
本
木
原
・：
入

会
整

理
計
画

ト
シ
テ
、
各
部
落
（

戸
数
地
価
反
別
ヲ
標
準

二
分
割
ヲ
ナ

シ

タ
ル
モ
、
未

ダ
公

簿
上
ノ
手
続

キ
ヲ
ナ
サ

ズ
ト
雖

モ
各
部
落
分
割
割

り
受

ケ

方

二

対

シ
、
植
樹
ヲ
ナ
シ
、
或
（

開

墾
ヲ
ナ
シ
ク
ル
部
落

モ
コ
レ
有

ル
状
況
。

大
泉
所
山
・
北
沢
山
：
本

山
ノ
如
キ
年

一
年

卜
荒
廃

二
属

ス
ル
所
以

ノ
モ
ノ
（

、
要
ス
ル

ニ
濫
伐
火
災

二
因

ス
。
依
ツ
テ
、
各
入
会
部
落

へ
分
割

シ
夫

々
適
当

ノ
山
林
保
護
政
策

ヲ
講
ジ
、
管
理
ス
ル
ノ
得
策
ナ
ル
ヲ
見
認
、
分
割
ノ
協
議

ヲ
ナ
ス
モ
、
旧
慣
ヲ
打
破

ス

ル

ー
大
革
新
ナ

レ
バ
遅

々
ト

シ
テ
容
易

二
進
行
セ
ザ
ル
状
態

ナ
リ

。

5 錨



森林 の育成 と部落有原 野の村有化第5 節

（
役
場
文
書
）

こ
の
よ
う
な
情
勢

の
中

で
時

の
大

山
知
事

は
早
急
に
部
落
有
林
野

を
町
村
有
に

統
一
す
る
よ
う
訓
示
を
し
、

さ
ら
に
、
「
市
町
村
に
各
部
落

の

行

政
を
統

一
し
て

共
同

一
致
政
治
に
努
力
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
こ
と
、
土

地
殊

に
山
林
原

野
は

地
方
に
属
す
る
財
産
と
し
て
寧
ろ
こ
れ
を
保
護

す
る
た
め
、
市
町

村
に
帰
属

せ
し

む

る

の
外

に

売

却

譲

渡

意

許

さ

な

い
こ

と

、

な

ど

の

方

針

を
示

し

て

い
る

。

こ

う

し

て

、

県

は
大

正

三
年

新

た
に

公

有

林
野

整

理
費

を
計

上

し
、

本

格

的

に

部

落

有

林

野

の
町

村

有

統

一

に

乗

り

出

し

た

の

で

あ

る

。

そ

の

主

な

る

施

策

は
、

公

有

林

野

の
管

理
区

分

を
明

確

に

し

て

農

耕

に

適

さ

な

い
所

は

植

林

を

奨
励

、

県

林

業

技

術

員

を

増

員

し

て

、

町

村

有

林

野

の

施
業

案

を

作
成

援
助

す

る

こ

と

で

あ

っ

た

。

村

と

し

て

も

よ

り

積

極

的

に

村

有

統

一
化

に

努
力

す

る

こ

と
に

な

り
、

最

初

に

村

有

に

統

一

さ

れ

た

の

が
大

芝

原

で

あ

っ

た

。
大

芝

原

は
明

治

三

八
年

の
分

割

の

際

、

村

基

本

財

産

と

し

て

五

〇

町

歩
、

学

校

林

と

し

て

五
三

町

歩

が
村

有

と
し

て

残

さ

れ

て

お

り

、

他

の
部

落

へ

の

分

割

の

分

も
実

地

上

の
分

割

は

さ

れ

た

が
、

公

簿

上

の
分

割

は

行

な

わ

れ

て

い
な

か

っ
た

よ

う

で
、

早

く

か

ら
村

有

的

色

彩

が
強

く

、

大

正

三

年

三

月
北

原

、

三

本
木

原

を
同

一

歩

調

に
引

き
込

ん

で
、

次

の
契

約

証

書

に

よ

り

村

有

に

統

一

さ

れ

た

。

契

約
証
書

明
治
三
十
八
年
中
大
芝
原
ノ
分
割
ヲ
ナ

シ
各
部
落
ノ
割
り
受
ケ
区

画
ヲ
定
メ
タ
ル
所

、
明

治
四
十
三
年
七
月
本
県
内
訓
三
号

二
基
ヅ
キ
、
下

名
委
員
及
ビ
区

長
等
（

時

勢
ノ
進
運

二

伴
イ
、
本
村
将
来
ノ
自
治
発
展
ヲ
期

セ
ン

ガ
為
部
落
有
財
産
統
一
ノ
協

議
ヲ
ナ
シ
、
火
芝

原
、
三
本
木
原
、
北
原
ノ
三
原
野
ヲ
村
有

二
帰
属

セ
シ
ム
ル
コ
ト
ト
決
定

シ

タ

ル

ヲ

以

テ
、
後
日
違
背
コ

レ
無
キ
為
熟
議
ヲ
遂
ゲ
ク

ル
決
定
事
項
ヲ
列

記

シ
、
契

約
ス
ル
コ
ト
左

ノ
如

シ
。

第
一
条
　

本
村
宇
北
原
実
測
反
別
三
拾
壱
町
三
反
六
畝
拾
歩
（

、

久

保

北

割
・
久
保
南

割
・
大
泉
・
北
殿
・
南
殿
・
田
畑
・
沢
尻
七
部
落
共
有
ノ
処
、
神
子
柴

部
落
ヨ
リ
該
加

入
料

ト
シ
テ
金
参
百
円
也
ヲ
受
領

シ
、
本
村
全
部
落
ノ
共
有
ト

シ
タ
ル
上
無
償
本
村
有

二
帰
属

セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト

ス
。

第

二
条
（
略
）

第

三
条
　
本

村
卒
三
本
木
原
実
測
反
別

参
拾

六
町
三
反

六
畝
弐
拾

六
歩
ノ
内

六
町
歩
ヲ
神

子
柴
部
落

へ
交
換
分
譲

シ
、
残
反
別
（

全
部
無
償
本
村
有

二
帰
属

セ
シ
ム

ル

モ

ノ

ト

ス
。

但

シ
、
神
子
柴
部
落
（

交
換
趣
意

ト
シ
テ
反
別

七
反

八
畝
弐
拾
歩
及

ビ
金
六
拾
五
円
也

ヲ
本
村
全
部
落
へ
提
供
シ
、
該

金
（

全
部
落

へ
配
当

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。

神
子
柴

部
落
上

父
換
分

譲
理
由
左
二

第
一
項
　
字
中
松
原
下
松
原
学
校
道
下

一
、
反
別
壱
町

九
反

六
畝
七
歩
　
　

神
子
柴
部
落
割

り
受

ケ
地

字

牛
馬

飼
場
　

一
、
反
別
壱
町
三
反

六
畝
二
五
歩
　

同
右

字

上
ゲ
溝
原
　

一
、
反
別
壱
町
弐
反
三

畝
拾
三
歩
　

同
右

小
計
　

反
別
　

四
町

五
反

六
畝
拾
五
歩

前
記
神
子
柴

割
り
受

ケ
ニ
係

ル
原

野
（

曇

二
久
保
北
割

・
大

泉
・
北
殿
・
南
殿
ノ
四

部

落
卜
交
換

シ
タ
ル
モ
、
該
契
約

ヲ
解
除

シ
三

本
木
原

卜
交
換
分
譲

ヲ
本
村
全
部
落

二
於
テ
承
認
セ
リ
。

第
二
項
　

字
大
芝
原

ノ
内
　

反
別
壱
町

九
反
四

畝
七
歩
　

神
子
柴

部
落

特
売
地

此
ノ
交
換

地
字

三
本
木
原

ノ
内
　

反
別
壱
町
壱
反
五

畝
拾

七
歩

右

大
芝
原
（

明

治
三
十
八
年
中

神
子
柴

部
落
へ
代

金
壱
百
五
拾
七
円

也
ニ
テ
特
売
シ

タ
ル
所

、
三
本
木
原

ノ
内

ニ
テ
交

換
分

譲
ヲ
相
互

承
認

ス
。
但

シ
該
代
金
・
前
第

二

条
中

二
包
含

ス
。

第
三
項
　
字

三
本
木
原

ノ
内
西
部

一
反
別
　

弐
反

七
畝
弐
拾
八
歩
　

神
子
柴

部
落

特
売
地

右
（

袁

二
惣
入

会
部
落

二
於
テ
神
子
柴
部
落

へ
特

売
ノ
処

、
神
子
柴
部
落
有
接
近
地

東

部
へ
組

換
エ
ヲ
承

認
ス
。

第
四
条
　

前
第
三
条
第
一
項
神
子
柴

部
落
割
り
受

ケ
地
（

亜

ノ
交
換

二
基
ヅ

キ

久

保

北

割
・
大
泉
・
北
殿
・
南
殿
ノ
四
部
落
へ
特
売

シ
、
四
部
落
（

該
代

金
参
百

七
拾
円

七
拾

537
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六
銭
ヲ
本
村
全
部
落
へ
提
供
ス
ル
コ
ト
ヲ
相
互
承
認
ス
フ

但
シ
、
該
代

金
（

本
村

全
部

卜
落
へ
乙配

当
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

四

部
落
へ
特
売
地
代

金
計
参
百

七
拾
円

七
拾

六
銭

（
内
訳
略
）

第

五
条
　

前
二

条
ヨ
リ
第
四

条

二
至
ル
配
当

金
（

明

治
三
拾
八
年
中
大
芝
原
分
割
当
時

ノ

調
査
二
係

ル
戸
数
ヲ
以
テ

各
部
落

へ
分
賦

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。

第

六
条
　
大
芝
原
・
北
原
・
三
本
木
原

ノ
三
原
野

二
関

ス
ル
、
先
年
各
部
落

二
於

ケ
ル
契

約
（

全
部
無
効
ト

ス
。

（
注
　

割
受

ケ
地
交

換
の
契
約
）

第
七
条
　

本
契
約
証
外
与

部
落
ノ
専
有

二
属

ス
ル
財

産
（

各
所
有
部
落

二
於
テ
適
宜
処
理

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。

第
八
条
　

本
村
字
牛
馬
飼
場
、
上
ゲ
溝
原
ノ
上
中
下
松

原
（

先

年
各
部

落
へ
分

割
及

ビ
交

換
譲
与
ノ
通
り
之
が
決
行
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス
。

第
九
条
　

本
契
約
証

二
基
ヅ
ク
分
割
及

ビ
所
有
権

移
転
登
記
手
続
キ
等
其

ノ
他

一
切

二
付

キ
下

名
委
員
及
ビ
区

長
等
（

連
帯
責
任
ヲ
負

イ
、
各
関
係
部
落

ノ
便
宜

ヲ
図

り
是

ガ
遂

行

ヲ
容
易

士

フ
シ
メ
、
万

一
契

約
不
履
行

ニ
ョ
リ
損

害
ヲ
蒙
リ

ク
ル
部
落

ヘ
（

相
当
弁

價

ノ
処
置

ヲ
取

ル
モ
ノ
ト
ス
。
但

シ
、
第

七
条
ニ
ツ
イ
テ
（

此

ノ
限
リ

ニ
ア
ラ

ズ
。

右

確
約

必
行

ノ
証

ト
シ
テ
ハ
通
ヲ
作
製

シ
各
自
署
名
捺
印
ノ
上
、
各
部
落
委
員
区
長

二
於

テ
壱
通

宛
ヲ
所
持

ス
ル
モ
ノ

ナ
リ
。

大
正
参
年
参
月
　

部
落
有
財
産
統
一
委
員
↑

三
十
名
署
名
捺
印

略゙
゛

各
区
長

（
役
場
文
書
）

こ

の
契

約

書

を

み

る

と

、

村

有

統

一

化

に

当

た

っ
て

は

い
ろ

い
ろ

の
問

題

点

が

あ

っ
た

こ

と

が

わ

か
る

。
北

原

に

対

し

て

は

神

子
柴

部

落

は

入

会

権

が

な

か

っ
た

の
で

、

分

割

時

の
割

り
受

け

地

も

な

か

っ
た

。

し

た

が

っ
て
、

北

原

の
村

有

帰

属

に

当

た

っ
て

は

趣

意

金

と

し

で

神

子
柴

部

落

よ

旦

二
百

円

を
、

入

会
権

を

持

っ
て

い
た

他

の
七
部

落

へ

支

払

う

こ

と

で
合

意

に
達

し

た

。

ま

た
、

分

割

に

際

し

て

生

ま

れ

た

特

売

地

の
問

題

の

調

整
及

び
分

割

後

に
行

な

わ

れ

た

各
部

落

相

互
間

の
割

り

受

け

地

の
交

換

の
問

題

が

あ

っ
た

。

交
換

契

約
に

つ

い
て

は
村

有

統

一
化

に

当

図5-19　 大芝原村有統一化認可状

た
っ
て
今
ま
で

の
も

の
は
一
切
無
効
で
あ
る
こ
と
を
相
互
に
了

承
す
る
こ
と
で
御

破
算
と
し
、
こ
れ
に
よ

っ
て
、
よ
う
や
く
条
件

整
備
が
で
き
て
北
原
、
大
芝
原
、

三
本
木
原

の
村
有
統
一
化

が
実
現

し
た
の
で
あ
る
。

こ

の
村
有
統
一
化

は
次

の
資
料
に
よ

っ
て
も
確
認

さ
れ
る
。

・
長
野
県
指
令
林
甲
収
第
一
七
三
八
号

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村

大
正
三
年
六
月
二
十
日
附
ケ
申
請
左
記
公
有
林
野
ノ
管
理
区
分
ノ
変
更
ノ
件
認
可
ス
。

大
正
三
年
七
月
六
日
　
長
野
県
知
事
力
石
雄
一
郎
回

記

南
箕
輪
村
字
大
芝
原
弐
千
参
百
五
拾
八
番
イ
号

台
帳
反
別
　
弐
百
拾
九
町
弐
畝
弐
拾
歩

実
測
面
積
　

弐
百
三
拾
五
町
壱
反
九
畝
弐
拾
六
歩

所

有

者

南

箕

輪

村（
役

場

文

書

）

ひ
上
伊
那
郡
役
所
指
令
庶
第
八
四
七
号

大
正
四
年
五
月
二
十
二
日
第
三
六
九
号
票
請
久
保
北
割
外
六
部
落
共
有
地
（
注
北
原
）
無

償
譲
与
ノ
件
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右
町
村
制
第
百
十
七
条
二
依
り
之
ヲ
許
可
ス
。

大
正
四
年
六
月
七
日
　
上
伊
那
郡
長
長
井
吉
太
夫
印

（
役
場
文
書
）

こ
う
し
て
、
北
原

・
大
芝
原

・
三
本
木
原

の
三
原
野

は
村
有
統

一
化

が
完
了

し

た
。
し
か
し
、
村
議
会
へ
は
大
正

九
年
に
な
っ
て
部
落
財

産
統

一
に
関

す
る
議
案

と
し
て
提
出
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
議
案
内
容

で
あ
る
「
覚

え
書
」

の
四
条
に
三
本

木
原

、
五
条
に
北
原
村
有
統

一
化

の
こ
と
が
、
前
掲
、
大
正
三
年

の
契
約
証
書

と

同

様
の
内
容
で
記

さ
れ
て
お
り
、
実

際
の
村
有
化

の
契
約

書
成

立
よ
り
六
年

後
に

可

決
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
、
北
原

の
公
有
林
野

の
村
有
取
得
届

が
、
郡
長

の

催

促
に
よ
っ
て
大
正

六
年
に
提
出

さ
れ
て
い
る
こ
と
な

ど
、
村
有
統

一
化
に
係

る

複
雑

な
要
素

の
存
在

を
感
じ
さ
せ
る
も

の
か

お
る
。

な
お
、
中
野
原
に

つ
い
て
は
明
治
四
四
年

の
段
階
で
各
部
落
共
有

の
ま
ま
で
村

長
管
理
下
に

あ
る
こ
と
が
報
告

さ
れ
て
お
り
、
大
正

九
年

の
部
落
有
土
地
整
理
に

つ
い
て
「
覚

え
書
」

六
条
に
「
第
一
条
乃
至
第
六
条
以
外
ノ
本
村
部

落

有

土

地

（
注
中
野
原
、
牛
馬
飼
場
、
上
ゲ
溝
原
及
び
各
部
落
の
内
原
等
）
及

ビ
其
ノ
他
財
産
「

部

落
有
財
産

ト
シ
テ
存
置

シ
村
長

ノ
管
理

二
移

ス
・：
」
（
役
場
文
書
）
と
あ
り
、
中

野

原
、
上
ゲ
溝
原
、
牛
馬
飼
場
等
は
部
落
有

の
ま
ま
残
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

第

＿ｌ ．（
節
　
入
会
山
の
分
割
と
村
有
統
一
化

一
　

入
会
山
の
分
割

Ｈ
　
大
正
五
年
の
分
割
協
定
覚
え
書
の
成
立

入
会
山
の
管
理
に
つ
い
て
は
既
に
み
て
来
た
よ
う
に
、
明
治
一
四
年
に
大
泉
所

山
保
護
契
約
書
、
同
一
五
年
に
は
南
、
北
沢
山
樹
木
生
育
保
護
約
定
証
等
の
山
法

を
定
め
て
取
り
締
り
に
努
力
し
て
き
た
が
、
乱
伐
と
野
火
の
た
め
に
入
会
山
の
荒

廃
は
と
ま
ら
な
か
っ
た
。
明
治
三
〇
年
に
は
森
林
法
が
公
布
さ
れ
、
さ
ら
に
、
三

四
年
に
は
公
有
林
野
取
締
規
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
共
有
な
る
が
ゆ
え
に
自

信
な
利
用
が
跡
を
絶
た
ず
、
さ
ら
に
、
複
雑
な
利
害
の
対
立
が
あ
っ
て
植
林
や
保

護
育
成
も
思
う
に
産
か
せ
ず
、
山
林
の
荒
廃
は
そ
の
極
に
達
し
た
。
一
方
で
、
国

は
山
林
の
荒
廃
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
、
保
安
林
の
広
範
囲
な
設
定
を
す

す
め
、
明
治
四
二
年
こ
ろ
保
安
林
の
面
積
は
数
百
町
歩
に
及
ぶ
状
況
で
あ
っ
た
。

保
安
林
に
編
入
さ
れ
れ
ば
山
林
と
し
て
の
利
用
は
極
端
な
制
限
を
受
け
る
の
で
、

荒
廃
の
進
む
こ
と
と
共
に
保
安
林
へ
の
編
入
に
よ
る
山
林
の
価
値
の
減
少
が
憂
慮

さ
れ
て
い
た
。
本
村
で
は
早
く
か
ら
こ
の
点
に
思
い
を
致
し
、
山
林
の
整
理
と
育

成
に
つ
い
て
鋭
意
努
力
を
続
け
て
き
た
。
既
に
原
野
に
つ
い
て
は
明
治
三
八
年
ま

で
に
整
理
分
割
を
完
了
し
て
植
林
に
つ
と
め
、
早
く
も
一
部
が
美
林
に
成
長
し
つ

つ
あ
る
の
を
見
る
に
つ
け
て
も
、
山
林
の
整
理
と
そ
の
経
営
の
改
善
を
急
務
と
感

じ
、
特
に
明
治
四
二
二

二
年
に
は
全
力
を
傾
け
て
分
割
整
理
の
推
進
に
努
め
て
き

た
。政

府
も
林
野
の
荒
廃
は
、
入
会
利
用
が
最
大
の
原
因
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

そ
の
分
割
整
理
が
急
務
で
あ
る
こ
と
を
提
唱
し
、
公
有
林
野
造
林
奨
励
規
則
を
公

布
し
て
部
落
有
林
野
の
村
有
へ
の
統
一
推
進
を
図
り
、
同
年
七
月
県
は
内
訓
三
号

を
布
達
し
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
こ
の
内
訓
三
号
泣
入
会
権
の
解
消
、
部
落
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有

財

産

の
村

有

へ

の

統

一

を

意

図

し

て

い
た

。

し

た

が

っ
て

そ

れ

は

、

入

会

地

の

分

割

整

理

を

強

力

に

押

し

進

め

る

も

の

で

、

県

お

よ

び

郡

の

指

導

は

強
化

さ

れ

た

が

、

長

い
間

の

入

会

権

の

慣
習

、

特

に
地

元

や

山
元

の

拡
大

さ

れ

た

特
権

的

な
意

識

を

打

ち

破

る

こ

と

は

困

難

で

、

分

割

へ

の

糸

口

を

見
付

け
出

す

こ

と

さ

え

で

き

な

い
ま

ま

、

数

年

を
経

過

し

た

。

と

こ

ろ

が

た

ま

た

ま
大

正

天

皇
即

位

の
御

大

典

を

機

と

し

て

、
大

正

五

年

、

上
伊

那

に

お

い
て

信

濃

山

林
大

会

が
開

か

れ
、

本

村

大

芝

原

の

模

範

林

が

県
下

に

広

く

紹
介

さ

れ
、

そ

れ

が

林
業

思

想

を

広

く
啓

発

す

る

こ

と

に

な

っ
た

。

こ

の

機

を
利

用

し

た
長

井

上

伊

那
郡

長

の
指

導

の

も

と
に

分

割

の

協

議

が

行

な

わ

れ

る

よ

う

に

な

り
、

同

郡
長

の
仲

裁

に

よ

っ

て

よ

う
や

く
分

割

へ

の

道

が
開

か

れ

た

の

で

あ

る

。

す

な

わ

ち
、

大

正

五
年

五
月

か

ら

七
月

に

か

け

分

割

の

協
議

を

重

ね

、

時

に

は

深
夜

に
及

ぶ
協

議

の
末

、

北

沢

山
、

南

沢

山

に

つ

い
て

は

五

月

二

七

日
、

蔵

鹿

山
及

び
矢

ノ
南

入

り
に

つ

い

て

は

七
月

三

日

、

大

泉

所

山

に

つ

い
て

は

七

月

五

日
に

分

割
協

定

書

覚

え
書

が
作

成

調
印

さ

れ

た

の

で

あ

る

。

左

に

北

沢

山

、

南

沢

山

分

割

協

定

書

覚

え

書

を
掲

げ

る

。
（
大

泉
所

山
・
蔵
鹿
山

の
分
割
協
定
覚
え
書
は
後
出
）

南
・
北

沢
分

割
協

定
書
覚
え
書

伊

那
町
大
字
伊
那
宇
南
沢
・
神
名
沢
・
原

山
寺
社
平
伊

一
〇

、
〇
〇

一
番

｛

、
山
林
反

別
千

六
百
五
拾
七
町
弐
反
歩

伊
那
町
…
伊
那
村
・
伊

那
部
ノ
内

東
伊

那
部
・
狐
島

・
上
新
田
・
下
新
田
〒

南
箕
輪
村
、
西
箕
輪
村
：
大

萱
・
上
戸
・
中

条
・
与

地
・
大

泉
新
田

南
箕
輪
村
字
北
沢
八
三
〇
八
番

一
、
山
林
反

別
千
七
百
弐
拾
八
町
歩

南
箕
輪
村
、
西
箕
輪
村
：
火

萱
・
大
泉
新
田
・
上
戸
・
中

条
・
与

地

〒

伊

那
町

‘：
伊
那
村
・
伊
那
部
ノ
内
東
伊
那
部

’
狐
島
・
上
新
田
・
下
新
田

右
土
地

二
対

ス
ル
分
割
方
法

二
付
イ
テ
（

多
年
懸
案
中
ノ
処
、
今
般
上
伊

那
郡
長
ノ
仲
裁

二
依

り
左
記
ノ
通
り
協
議
決
定

シ
茲

二
全
ク
解
決
ヲ
告
ゲ
タ
ジ
。
依
ツ
テ
将
来
異
義
無

キ

為
本
書
四
通
ヲ
作
成

シ
関
係
町
村
長
並
ビ
ニ
郡
長

二
於
テ
各
壱

通
ヲ
保
持
ス

ル

モ

ノ

ナ

分
割
整
理
方
法

第
一
条
　

西
箕
輪
村
与
地
部
落

へ
井
出
ノ
沢

二
於
テ
三
拾
町
歩
ヲ
、
其
ノ
専
用
地

ト
シ
テ

西
箕
輪
区
域

二
編
入

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。

第

二
条
　
伊

那
町
横

山
部
落

へ
拾
町
歩
、
平
沢
部
落
へ
三
拾
町
歩
ヲ
其
ノ
専
用

地
ト
シ
テ

各
部
落
接
近
地

二
於
テ
伊
那
町
区
域

二
編
入

ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

第

三
条
　
伊

那
町
西
伊

那
部
部
落
及

ビ
南
箕
輪
村

へ
、
元
地
元
記
念

二
其
ノ
持
分
ト

シ
テ

各
弐
町
歩
ヲ
贈
与

シ
関

係
町
村

ノ
区
域

二
編
入

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。

第
四
条
　

南
箕
輪
村
故

高
木
械
三
氏

ノ
本
分
割
地

二
対

ス
ル
功
労

二
報
ユ

ル
為
、
其
ノ
家

僣
相

続
人
二
五
町
歩

ヲ
贈
与

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。

第

五
条
　
伊

那
町

常
円

寺
へ
字

寺
社
平

二
於
テ
、
弐
町
歩
ヲ
縁
故
地
ト

シ
テ
贈
与
ス
ル
モ

ノ
ト

ス
。

第

六
条
　

西
箕
輪
村

三
井
筋

ノ
上
弐
拾
開
通

リ
、
堰
下
沢
境

二
至

ル
迄
ノ
土
地
ヲ
壱
坪
金

参
厘

ノ
割
合

ヲ
以

テ
各
関
係
部
落

へ
特

売
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。
但

シ
、
与
地
井
筋

二
付
キ

テ
（

堰
下
弐
拾
間

ヲ
越

エ
ザ

ル
モ
ノ
ト

ス
。

第

七
条
　
西
箕
輪
村

各
関

係
部
落
ノ
要
求

二
応
ジ
北
沢

山
地
籍

二
於
テ
、
弐
百
町
歩
ヲ
壱

坪

金
六
厘

ノ
割
合
ヲ
以

テ
特

売
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。
但

シ
、
分
割
地

二
接
続
地
域
ト

ス
。

第

八
条
　
原

山
寺
社
平
山

二
対

ス
ル
縁
故

ニ
ョ
リ

、
参
町
歩

ヲ
伊
那
町

（
御
園
、
山
寺
ヲ

除

ク
）
関
係
部
落
持
分
ト

シ
テ
譲
渡

シ
、
其

ノ
区
域

二
編
入

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。

第

九
条
　

一
般
分

割
方
法
（

中
野
原
分
割

ノ
例
二
準

ジ
、
大
正
五
年
四
月
一
日
現
在
ヲ
以

テ
左
ノ
標
準

二
依

り
之

ヲ
定

ム
。

一
、
部
落
別
　

参
分
　

二

戸
数
割
参
分
（
但
シ
戸
数

丿
本
籍
戸
数

ニ
ョ
ル
モ
ノ
ト

ス
）

一
、
地
価

割
　

弐
分
　

一
、
私
有
田
畑
宅
地
反
別
割
　

弐
分

第

十
条
　
分

割
地
（

町
村

別

二
区
域

ヲ
分

チ
、
其

ノ
位
置
（

相
互

二
於
テ
協
定

ス
ル
モ
ノ

ト
ス
。

第

十
一
条
　
分

割
整
理
費
（

分

割
地
ノ
立
木

（
樹
令

二
達

シ
ク
ル
モ
ノ
）

売
却
代
金
、
及

5卯
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ビ
特
売
代
金
ヲ
以

テ
之

二
充

ツ
。
前
項

ノ
費
用

二
過
不

足
ヲ
生
ジ
ク
ル
場
合
（

第
九
条

ノ

ー
般
分
割
方
法
ニ
ョ
リ
分
配
又
（

徴
収

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。

大
正

五
年
五

月
二
十
七
日
　

関
係
町
村
長

並
ビ
二
分
割
委
員
及

ビ
仲
裁
人
署
名
捺
印

（
省
略
）

御

射
山

に

つ

い

て

は
、

実

地

調

査

や
再

三

の
協

議

に

も

か

か

わ
ら

ず

、

地

元

村

等

の
反

対

が
強

く
協

定

の
成

立

に

は
至

ら

な

か

っ

た

。
当

時

、

肥

料

は

大

豆

粕

全

盛

時
代

に

入

っ

て

お
り

、

硫

安

の
使

用

も
急

増

し

て

刈

敷

の
必

要

量

の
減

少

と

い

う

要

因

も
加

わ

っ

た
と

は

い
え

、

大

半

の
入

会

山

に

つ

い
て

分

割

協

定

の
成

立

に

こ

ぎ

っ
け

た

こ
と

は
、

村

長

以

下

委

員

の
山

林

と

村

の
将

来

を

思

う

寝

食

を

忘

れ

た
努

力

の
結

果

で

あ

っ

て
、

分

割

史

上

の
大

き

な

画

期

で

あ

っ

た
と

い
う

こ

と

が

で
き

る

。

こ

の
協

定
成

立

に

つ

い

て
村

長

高

木

正

直

は
「

村

民

各

位

二
告

グ

」

と

い

う

一
文

の
中

で

次

の
よ

う

に

述

べ

て

い

る
こ

と

か
ら

も

重

要

性

が

わ
か

る

。

「
林
野
分
割
整
理
ノ
協
定
成
立

シ
ク
ル
（

本
村
ノ

ー
大
幸
福
ニ

シ
テ
、
爰

二
新
紀
元

ヲ
匯

シ
タ
ル
モ
ノ
ト
謂
（

ザ

ル
可

ガ
ラ
ス

、
是
歴
代
村
長
ノ
遺
功
卜
委
員
諸
氏
ノ
尽
カ
ユ
依
ル

ト
共

二
、
長
井
郡
長

ノ
昼
夜

二
亘
り
熱
誠
ナ
ル
仲
裁
ノ
功

二
帰
セ
ズ
ン
バ
ア
ラ
ズ
。
小
職

（

是
ヲ
村
民
各
位

二
報
告

ス
ル
ノ
光
栄
ヲ
有

ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
…
（
中
略
）
・：
爾
今
以

後

村
民
各
位

ノ
自
奮
自
覚

ニ
ョ
リ
個
人
富
カ
ノ
増
進
ヲ
計
ル
ト
共

二
、
協
力
一
致

シ
テ
コ
ノ

富
源
ヲ
利
用

シ
、
村
経
済

卜
相
侯
ツ
テ
本
村
前
途
ノ
幸
福
発
展
ヲ
確
保
ス
ル
ノ
光
明

ヲ
認

メ
タ
ル
ヲ
以
テ
、
是
ヲ
各
位

二
告
ゲ
共

二
奮
励
向
上
ヲ
期
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。」

（
役
場
文
書
）

‥［［
　

大

泉

所
山

の

分

割

大

正

五

年

七
月

五

日

成

立

し

た
大

泉

所

山

分

割

協

定

書

は

次

の
と

お

り

で

あ

る

。

覚
　

書

南
箕
輪
村
字
大
泉
所
山
二
三
五
七
イ
号
一
ヨ
ジ
イ
号

九

二
至

ル
九
筆

二

山
林
　

合
計
反

別
八
百

六
拾
四
町
歩

南
箕
輪
村

（
部
落
数
（

中
野
原
分
割
ノ
例
ニ
ョ
ル
）
・
中
箕
輪
村
・：
富
田
↓

共
有

百
箕
輪
村
・：
吹
上
・
大
泉
新
田
・
中
曽
根
・
羽

広
・
大
萱

右
土
地
ヲ
上
伊
那
郡
長
ノ
仲
裁
ニ
ョ
リ
左
記
ノ
方
法

ヲ
以

テ
分

割
ス
ル
コ
ト
ニ
協
議
決
定

シ
ク
ル
ニ
依
リ
、
将
来
異

議
ナ
キ
為
本

書
四

通
ヲ
作
製
シ
関
係

町
村
長

並
ビ
ニ
郡
長

二
於

テ
、
各
壱
通
ヲ
保
持
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。

分
割
方
法

第

一
条
　
西
箕
輪
村
吹
上
部
落

へ
接
近
地

二
於
テ
弐
拾
町
歩
ヲ
、
其
ノ
専
用
地
ト

シ
テ
西

箕

輪
区
域

二
編
入

ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

第

二
条
　
西
箕
輪
村
羽

広
部
落

へ
接
近
地

二
於
テ
拾

八
町
歩
ヲ
、
其
ノ
専
用
地
ト

シ
テ
西

箕

輪
区
域

二
編
入

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。

第

三
条
　
西
箕
輪
村
大
泉
新
田
部
落
へ
吹
上
部
落
専
用
地
接
続
地

二
於
テ
拾
弐
町
歩
ヲ
、

其

ノ
専
用
地

ト
シ
テ
西
箕
輪
区
域

二
編
入

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。

第
四
条
　

西
箕
輪
村
中
曽
根
部
落
へ
大
泉
新
田
部
落
専
用
地
接
続
地

二
於
テ
ハ

町
歩
ヲ
、

其

ノ
専
用
地
ト

シ
テ
西
箕
輪
区
域

二
編
入

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。

第
五
条
　

中
箕
輪
村
富
田
部
落

ヘ

ー
般
方
法

二
依
ル
モ
ノ
ノ
外
拾
五
町
歩
ヲ
、
一
般
分
割

地

ノ
接

続
地

二
於
テ
付
与

ス
ル
モ
ノ

ト
ス
。

第

六
条
　
西
箕
輪
村
関
係
部
落
ノ
要
求

二
応
ジ
、
六
拾
町
歩
ヲ

ー
坪
六
厘
ノ
割
合
ヲ
以

テ

特

売
ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。
但

シ
、
分
割
地

二
接
続
地
域
ト

ス
。

第

七
条
　

南
箕
輪
村
ノ
要
求

二
応
ジ
テ
、
大
泉
井
堰
卜
大
泉
川
ト
ノ
間

二
於
ケ
ル
井
縁
特

売
地
ヲ
除

キ
ク
ル
分
ヲ
壱
坪
六
厘
ノ
割
合
ヲ
以
テ
特
売

ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

第

八
条
　
大
泉
井
堰
及

ビ
上
井
堰

ノ
河
心

ヨ
リ
各
弐
拾
間
以
内
ヲ
、
壱
坪
参
厘
ノ
割
合
ヲ

以

テ
関
係
部
落

二
特
売

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。
但

シ
、
上
井
堰

二
付
キ
テ
（

現
在
堰
ロ

ヨ
リ

上

方
長
サ
弐
拾
間
幅
弐
拾
間
ノ
地
ヲ
包
含

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。

第

九
条
　

南
箕
輪
村

へ
元
地
元
記
念
ト

シ
テ
壱
町
歩
ヲ
附
与
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

第
十
条
　

一
般
分
割
ノ
方
法
左
ノ
如

シ
。

一
、
部
落
別

一
、
戸
数
割

二
分

四
分

但

シ
、
戸
数
（

大

正
五
年
四

月
一
日

現
在

本
籍
者

卜
　

む

ス
。
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二

、
私
有
ｍ

畑

地
価
割
　

二
分
　

但

シ
、
地
価
【

大
正
五
年
四
月

】
日
現
在

二
依
ル

ニ

、
私

有
田
畑
反
別
割
　

二
分
　

但

シ
、
大
正
五
年
四
月
一
目
現
在
台
帳
反
別

二
依
ル

第

十
一
条
『
分
割
区
域
（

東
百

二
縦
断

シ
南
部
ヲ
南
箕
輪
村
、
北
部
ヲ
西
箕

輪
村
所
属
ト

シ
、
富
田
部
落
所
属
地
（

其
ノ
接
続
地
ノ
中
腹
北
方

二
於
テ
之
ヲ
定

ム
。

第

十
二
条
　

立
木
（

分
割

シ
ク
ル
所
属
地
ノ
所
有
ト

ス
。

第

十
三

条
　
大

泉
井
堰
及

ビ
上
井
堰
ノ
水
利
権

二
付
キ
テ

ベ

分
割
後

二
於
テ
之
が
侵
害

行
為
ヲ
ナ
サ
ザ
ル
モ
ノ
ト

ス
。

第
十
四
条
　

分
割
整
理
ノ
費
用
（

特
売
地
代
金
ヲ
以

テ
之

二
充
ツ
。
前
項
ノ
費
用

二
過
不

足
ヲ
生
ジ

ク
ル
場
合
（

第
十
条
ノ

ー
般
分
割
方
法
ノ
割
合
ヲ
以

テ
分

配
ス
（

徴
収
ス
。

第
十
五
条
　

本
協
定

二
付
キ
将
来
疑
義
ヲ
生
ジ
ク
ル
場
合
（

、
上
伊

那
郡
長

ノ
裁
断

ニ

ー

任
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。
以

上

大
正

五
年
七
月
五
日

中
箕
輪
村

長
　
千

葉
　

胤

孝

他
委
三
名

（
略
）

西
箕
輪
村
長
　

堀
内
　

今
朝
一

他
委
員
一
九
名

（
略
）

南
箕
輪
村
長
　

高

木
　

正

直

委
員
　

穂
高
　

駒
次
郎

征
矢
　

友
三
郎

清

水

正

堅

１大

泉
所

μ　 μ　 μ　 μ　 μ

地

番

二
三
五
七
イ
号

ノ

ー

″
　
イ
号
ノ

ー
○

″
　
イ
号

ノ

ー
一

″
　
イ
号

ノ

コ

ー

″
　
イ
号

ノ

コ
エ

ニ

三
五
七
イ
号

ノ

ー
四

出
羽
沢
岩
次
郎

倉
田
　

徳
三
郎

伊

藤

鶴

吉

山
崎
　

大
八
郎

清

水

国

武

加

藤

敬

亮

目

戸

伝

雄

太
田
　

文
次
郎

地

目

山

林-

μ　 μ　 μ　 μ　 μ

台
　
　
帳
　
　
反
　
　
別

三
四
六
町
七
二
畝
○
○
歩

五
、
二
〇
、
〇

三

六
、
一
　一
、
二
三

一
六
、
〇

九
、
一
五

一
四

、
六
一
、
〇

八

三

一
二
、
五

≒

Ｏ
Ｏ

太

田

徳

重

加

藤

雅

賢

仲
裁

人
　
上
伊
那
郡
長
　

長
井
喜
太
夫

（
役
場
文
書
）

こ

の

協

定

に

基

づ

き

各
部

落

の
大

正

五
年

四

月

一

日
現

在

の
戸

数

・

反

別

・

地

価

を

調

査

し

て

分

割

面

積

を

算
出

し

た

。
本

村

お

よ

び
関

係

部

落

の
取

得

し

た
面

積

は

次

の

と

お

り

で

あ

る

。

南
箕
輪
村
　

四

六
〇
町

八
反
二
畝
二

六
歩

（
地
元
記
念
一
町
歩
を
含
む
）

西
箕
輪
村
　

三

九
八
町

六
反

七
畝
一

八
歩

（
吹
上
二
〇
町
歩
、
中
曽
根
八
町
歩
、
羽

広
一

八
町
歩
、
大
泉
新
田

コ

ー町
歩

の
占
有
地
を
含
む
）

中
箕
輪
村
富
田
　

六
四
町
八
反
二
畝
一
四
歩

大
泉
井
　
　
　
　

一
八
町

七
反
九
畝
五
歩

上
井
特
売
　
　
　
　

四
町
五
反
六
畝
一
七
歩

こ

の
よ

う

に

し

て

大

泉

所

山

は
大

正

五

年

分

割

を

完

了

し

た

が

、

本

村

受

け

分

の

う

ち
大

泉

井

及

び
土

井

特

売

地

の
外

は
、

一
括

し

て

南

箕

輪

村

分

と

し

て

割

り

受

け

て

お
り

、

各

部

落

へ

の
分

割

は
し

な

か

っ
た

。

こ

う

し

て
大

正

一

三
年

部

落

有

林

野

処

分

の

た
め

次

の
よ

う

な

議

案

が

村

会

に

提
出

さ

れ
、

そ

れ

が
可

決

さ

れ

た

。

議
案
十
三
号
部
落
有
林
野
処
分
ノ
件

入
会
地
分
筆
ノ
表
（
表
略
）

右
（

入
会
権
解
消
、
土
地
分
割
整
理
ノ
必
要

上
左
表
ノ
如

ク
所
有
権
ヲ
移
転

シ
、
入
会
其

ノ
他
共
同
使
用
ノ
慣
行
ヲ
廃

止
ス
。

実
　

測
　

反
　

別

三
七
八
町
七
五
畝
一
三
歩

五
、
八
一
、

コ

ー

六
、
八
四
、
〇

五

一
八
、
〇
〇

、
〇
〇

一
六
、
三
四
、
〇
五

三
六
一
、

八
二
、
〇
〇

地

価

一

五

二
円
五

七

銭

二

、

二

八

二
、

六

九

七
、

〇

七

六

、

四

三

一
四

二

、

三

七

所

南
箕
輪
村

μ　 μ

西
箕
輪
村

大

泉

区

西
箕
輪
村

有
　
　
　

者

542
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μ　 μ　 μ　 μ　　 μ　　 μ　　 リ　　 μ

μμμμμμ　 μ　 μ

イ
号

ノ

ー
五

イ
号

ノ

ー
六

イ
号

ノ
九

イ
号

ノ

ー
七

イ
号

ノ

ー
ハ

イ
号

ノ

ー
九

イ
号

ノ
ニ
○

イ
号

ノ
ハ

μ／／

保

安

林
／／／／／μ　 μ

五
七
、
九
六
、
一
五

二
、

七
七
、
二

八

一
八
、
六
五
、

一
八

一
、
四
五
、
二

二

二
〇
、
〇
〇

七
、
五

八
、

一
〇

二
、
四
五
、
〇
〇

五
二
、
八
三
、
〇
八

大
正
十
三
年
三
月
廿
八
日
提
出
　
　
　

日
決
議

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
長
　

倉
田
正

（
役
場
文
書
）

さ

ら

に
、

南

箕

輪

・
西

箕

輪

・
中

箕

輪

の
三

村

長

連

名

に

て

大

泉

所
　

分

割

処

分

の
申

請

が
出

さ

れ
、

次

の

よ

う

に

認
可

さ

れ

て

い

る

。

長
野
県
指
令
林
甲
収
第
四
一
〇
四
号

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
長

上
伊
那
郡
西
箕
輪
村
長

上
伊
那
郡
中
箕
輪
村
長

昭
和
二
年
九
月

六
日
甲
第
六
二
九
号
票
請
南
箕
輪
村
、

西
箕
輪
村
吹
上
区
・
大

泉

新

田

区

・
中
曽
根
区

・
羽
広
区
・
大
萱
区
・
中
箕
輪
村
富
田
区
共
有
左
記
ノ
土

地
処
分
ノ
件
認

可

ス
。

昭
和

三
年

一
月
十
三
日
　

長
野
県
知
事
　

千
葉
　

了
沼

記

（
村
会
議
案

と
同
様
大
泉
所
山

の
地
番
面
積
所
有
者
表
示
に
つ
き
省
略
）

（
役
場
文
書
）

こ

の

よ

う

に

、
大

泉

所

山

の
分

割

は
実

質

的

に

は
大

正

五

年

に

行

な

わ

れ

た

が

、
公

簿

上

の
分

割

は
昭

和

三

年

に
行

な

わ

れ

た

こ

と
に

な

る
。
（
図
５
－
2
0
）

六
四

、

八

二
、

一
四

三

、

一
〇

、

二
五

一

八
、

六

五
、

一

八

一
、

四

五
、

二
二

二
〇

、

〇

〇

七
、

五

八
、

一
〇

二
、

四

五
、

〇

〇

五

二

、

八

三

、

〇

八

二

五一

五

一

二

二

中
箕
輪
村
富
田
区

曽吹西
箕
輪
村

吹
上
、
大
泉
、
大
泉
新
田
、
中

曽
根
、
富
田
区

上
、
大
泉
、
大
泉
新
田
、
中

根
、
富
田
区

箕
輪
村

西
箕
輪
村

南
箕
輪
村

大

泉

区

南
箕
輪
村

句
　
北
沢
山
お
よ
び
南
沢
山
の
分
割

北
沢
山
・
南
沢
山
の
分
割
は
、
大
正
五
年
五
月
二
七
日
に
前
述
し
た
よ
う
に
分

割
協
定
書
覚
え
書
が
成
立
し
、
引
き
続
き
八
月
か
ら
Ｉ
〇
月
に
か
け
て
十
数
日
の

境
界
査
定
、
協
議
、
及
び
実
測
調
査
を
行
な
い
、
分
割
が
円
滑
に
終
了
す
る
か
に

見
え
た
。
と
こ
ろ
が
実
地
に
つ
き
分
割
地
の
収
得
位
置
を
決
定
す
る
段
階
に
な
っ

て
紛
糾
し
た
。
そ
れ
は
、
分
割
協
定
書
に
収
得
位
置
に
関
し
て
は
第
十
条
に
「
分

割
地
（
町
村
別
二
区
域
ヲ
分
于
其
ノ
位
置
「
相
互
二
於
テ
協
定
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」

と
し
て
あ
っ
て
、
は
っ
き
り
と
定
め
て
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
郡
役
所
に
会
し
、
あ

る
い
は
町
村
別
に
会
を
重
ね
て
意
見
交
換
を
し
た
が
、
関
係
町
村
の
意
見
が
容
易

に
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
。
大
正
一
〇
年
一
〇
月
に
は
郡
長
に
よ
る
収
得
位
置
の
提

案
も
あ
っ
た
が
ま
と
ま
ら
ず
、
こ
ん
な
状
態
な
ら
先
に
定
め
た
協
定
覚
え
書
を
破

棄
し
て
、
組
合
を
組
織
し
て
管
理
す
べ
き
だ
と
い
う
意
見
ま
で
出
て
き
た
。
し
か

し
、
協
定
成
立
以
来
多
年
に
わ
た
り
分
割
遂
行
を
研
究
し
て
来
た
の
だ
か
ら
、
協

定
破
棄
は
不
本
意
で
あ
る
と
し
て
、
あ
く
ま
で
も
収
得
位
置
決
定
に
努
力
を
重
ね

る
こ
と
に
落
ち
着
い
た
。
こ
う
し
て
、
大
正
一
三
年
ま
で
郡
役
所
あ
る
い
は
役
場

に
お
い
て
会
を
重
ね
る
こ
と
三
〇
余
回
、
八
年
の
歳
月
を
費
し
て
も
意
見
は
ま
と

ま
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
後
八
年
間
は
な
ん
ら
の
進
展
が
な
く
空
白
の
年
月
が
過
ぎ
た
が
、
昭
和
七

5 お
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黒

沢

山

Ｎ

土

年
に
な
り
県
の
仲
裁
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
一
一
月
、
県
農
林
技
手
服
部

啓
次
郎
が
来
伊
し
、
伊
那
町
役
場
に
お
い
て
仲
裁
案
を
作
成
し
、
関
係
町
村
委
員

合
同
の
席
に
お
い
て
裁
定
と
い
う
形
で
発
表
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
裁
定
に
対

し
て

Ｉ
～
二
の
質
問
が
あ
っ
た
の
み
で
一
同
異
議
を
出
さ
ず
裁
定
ど
お
り
確
定
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
十
数
年
の
歳
月
を
争
っ
た
問
題
に
し
て
は
あ
っ
け

な
い
幕

切
れ
で
あ
る
が
、
多
年
の
懸
案
が
解
決
を
み
た
の
で
あ
る
。
新
し
い
分
割
協
定
書

図5-20　 入会山分割による各町 村の取得地図

は
次

の

と

お

り
で

あ

る
。

覚

工
書

上
伊
那
郡
伊
那
町
大
字
伊
那
字
南
沢
・
神
名
沢

・
原

山
・

寺
社
平
伊
一
〇
、
〇
〇
一
番

一
、
山
林
反
別
千
六
百
五
拾
七
町
弐
反
歩

伊
那
町
…
伊
那
村
・
伊
那
部

ノ
内
東
伊

那

部

・
狐
島

・
上

新
田

・
下
新

田

南
箕
輪
村
、
西
箕
輪
村
：
大

萱
・
上
戸

・

中
条
・
与
地
・
大

泉
新
田

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
字
北
沢

八
三
〇

八
番

一
、
山
林
反

別
千
七
百

弐
拾

八
町

南
箕
輪
村

、
西
箕

輪
村
：
夫

萱

・
大
泉
新

田

・
上
戸

・
中
条

・
与
地

伊
那

町
…
伊
那
村

・
伊
那
部

ノ
内
東
伊
那

部

・
狐
島

・
上
新
田

・
下
新
田

共
有

七
共
有

右

土
地

二
対

ス
ル
入
会
権
解
消
、
土
地
分
割
方
法
（

、
大

正
五
年
五
月

二
十

七
日
協
定
済
ミ
ナ

ル
モ
、
特
売
地
ノ
位

置
並
ビ
二
分

割
取
得
地

ノ
位
置
及

ビ
其
ノ
他

二
協
定
末
フ

ノ
モ
ノ
ア
リ

シ
ヲ
以
テ
、
今
般
県
ノ
仲
裁

ニ
ョ
リ
左
記
ノ

通

り
協
議
決
定

シ
ク
リ
、
依

ツ
テ
将
来
異
議
ナ
キ
為
本
書

四
通
ヲ
作
成

ン
関
係
町
村
並

ビ
ニ
県

二
於
テ
各
壱
通
ヲ
保

持

ス
ル
モ
ノ
ナ
リ

。

協
定
事
項

第

一
条
　

伊
那
町
側

ノ
分
割
取
得
地
（

南
沢
・
原
山
・
寺
社
平
・
神
名
沢
ト
ス
。

但

シ
、
大
正
五
年
五
月
二
十

七
日
協
定
覚
え
書
第
二
条
第
三
条
第
五
条
第
八
条
第
九
条

第
十
条

ニ
ョ

ル
各
取
得
地
一
切
ヲ
包
含

シ
、
面
積

二
過
不
足
ア
ル
モ
相
互
異
議

ナ
キ
モ

ノ
ト

ス
。
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入会山の分割 と村有統一化第6 節

第
二
条
　

大
正
五
年
五
月
二
十

七
日
協
定
覚

工
書
第
七
条

二
依
ル
西
箕

輪
村
ヘ
ノ
特
売
地

（

、
南
部
境
界
ヲ
神
名
沢
北
尾
根
ト
ス
。
北

部
境
界
（

権

兵
衛
街

道
七
曲

り
登
リ
ロ

ヨ

リ
上
部
（

権
兵
衛
街
道
ヲ
以

テ
境

ト
ス
。
七
曲

り
登

り
ロ

ヨ
リ
下
部
（

北
沢
本
流
ヲ
境

ト
シ
、
ザ
コ
沢
、
押
出
沢

、
オ
オ
ヤ
ン
バ
沢
、
水
無

後
沢
等
ヲ
含

ム

長

キ

ー
地

域

ト

ス
。

但

シ
、
現
地
実
測
面
積
ヲ
以
テ
打
千
切
り
不
足
面
積
（

コ

レ
ヲ
要
求
セ
ザ

ル

モ

ノ

ト

ス
。

第
三
条
　

南
箕
輪
村
側
ノ
分

割
取

得
地
（

次

ノ
通
リ

ト
ス
。
南
部
境
界
（

権
兵
衛
街
道

七

曲
り
登
リ
ロ

ヨ
リ
上
部
（

権
兵
衛
街
道
ト

シ
、
東
部
（

北
沢
本
流
ト

シ
、
西
上
部
ノ
地

域

二
於
テ
権

兵
衛
街

道
ヲ
基
線

ト
シ
テ
北
方

二
進
行

シ
テ

コ
レ
ヲ
取
得

ス

ル

モ

ノ

ト

ス
。

但

シ
、
大
正

五
年
五
月
二
十

七
日
協
定
覚

工
書
第
三
条
第
四
条
第
九
条
第
拾
条

二
依
ル

各
取
得
地

一
切
ヲ
包
含

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。

第
四
条
　

西
箕
輪
村
側
分
割
取
得
地
（

、
伊
那
町
側
及
ビ
南
箕
輪
村
側
ノ
前
条
取

得
地
以

外
ノ
土
地
全
部
ト

ス
。

但

シ
、
大
正
五
年
五
月
二
十
七
日
協
定
覚

工
書
第
一
条
第
六
条
第
九
条
第
拾
条

二
依
ル

各
取
得
地
一
切
ヲ
包
含

シ
、
面
積

二
過
不
足
ア
ル
モ
相
互
異
議
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス
。

第

五
条
　
伊

那
町
常
円

寺
贈
与
地
ノ
位
置
（

伊

那
町
側

二
於
テ
コ
レ
ヲ
決
定

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。

第

六
条
　

本
件
土
地

二
関

シ
将
来
道

路
修
築
、
林
道
開
繋
等
ノ
必
要
起
リ

ク
ル
場
合
（

相

互
誠
意
便
宜

ヲ
図
Ｈへ

道
幅

九
米
以
内
ノ
道
路
敷
地
（

無
償

ニ
テ
提
供

シ
、
相
協
カ

シ

テ
達
成

セ
シ
ム
ペ
キ
モ
ノ
ト

ス
。

第

七
条
　

本
件
土
地
特
売
代
金
（

監
督
官
庁

ヨ
リ
処
分
許
可
ヲ
受
ケ
ク
ル
際
其
ノ
十
分
ノ

ー
以
上
ヲ
納
付

シ
、
残
金
（

拾

力
年
年
賦
ヲ
以

テ
納
入
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

但

シ
、
代
金

ノ
納
付

ヲ
怠

り
義
務

二
背
反

ス
ル
行
為
ア
リ
ク
ル
時
（

、
特
売
ヲ
取

り
消

ス
モ
異
議
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス
。

第
八
条
　

本
件

二
関

シ
疑
義

ヲ
生
ジ
ク
ル
場

合
（

、
監
督
官
庁

二
其

ノ
裁
断

ヲ
一
任

ス
ル

モ
ノ
ト
ス
。

昭
和
七
年
拾
月
弐
拾
日

伊

那
町
長
　

武
田
光

治
郎

南
箕
輪
村
長
　

清
水
　

磐

南
箕
輪
村
山
野
整
理
委
員

西
箕
輪
村
長

仲
裁
立
合
人

倉
田
　
可

二
　
　

伊
藤
　

雅
雄

伊

藤
　
　

護
　
　

山
崎
　

清
直

清

水
　
秀
文
　
　

有
賀
　

太
樹

加
藤
　

元
嘉
　
　

有
賀
要

太
郎

松
沢
　
　

多
　
　

太
田
　

篤
登

伊
藤

祐
也
　
　

有
賀
　

忠
一

池
上
亀
次
郎

唐
沢
房
直
　
西
箕

輪
村

山
野
整

理
委
員
（
二
六
名
略
）

長
野
県
農
林

技
手
　
服
部
啓
治
郎

（
役
場
文
書
）

伊

那
町
山
野
整
理
委
員

（
五
名
略
）

南
箕
輪
村
助
役
　

太
田
　

徳
重

倉
田
　

寛
幹
　
　

征
矢
　

脩
三

原
　
　

又
重
　
　

清
水
　

忠
隆

倉
田
　
可

二
　
　

伊
藤
　

雅
雄

伊

藤
　
　

護
　
　

山
崎
　

清
直

清

水
　
秀
文
　
　

有
賀
　

太
樹

加
藤
　

元
嘉
　
　

有
賀
要

太
郎

松
沢
　
　

多
　
　

太
田
　

篤
登

伊
藤
　

祐
也
　
　

有
賀
　

忠
一

こ
の
協

定
に

よ
っ
て
各
町
村

の
割

り
受
け

た
分

は
左
の
と

お
り

で

あ

る
。
（
図

5
1
2
0）

一
、
字
南
沢
に
お
け
る
特
売
地
及
び
専
用
地
計
四
十
七
町
歩

一
〇
町
歩
　
横
山
区
専
用
区
域

三
〇
町
歩
　
平
沢
区
専
用
区
域

二
町
歩
　
伊
那
町
地
元
記
念

二
町
歩
　
常
円
寺
縁
故
地

三
町
歩
　
伊
那
町
原
山
、
寺
社
平
地
元
特
権

一
、
宇
北
沢
に
お
け
る
特
売
地
及
び
専
用
地
計
二
百
六
十
七
町
歩

三
〇
町
歩
　
与
地
区
専
用
区
域

二
町
歩
　
南
箕
輪
村
地
元
記
念

五
町
歩
　
高
木
械
三
贈
与
地
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二
百
町
歩
　

西
箕
輪
村
特
売
地

三
〇
町
歩
　
井

筋
特
売
地
概
算

て

南
沢
実
測
反

別
　

一
〇
ニ

ー
町
六
反

二
四
歩

内
特
売
地
等
差
し
引

い
て
　

九
七
四
町

六
反

二
四
歩

て

北
沢
実
測
反

別
　

コ

ーニ

七
町

五
反

六
歩

内
特
売
地
等
差
し
引

い
て
　

九
六
〇

町
五
反

歩

南
箕
輪
村
　

五
三
九
町
一
反

五
畝
歩
（
特
売
地
を
含
む
）

伊
那
町
　

一
一
一
一
町
三
反

歩
　
　

（
同

右

百
箕
輪
村
　

五
九
八
町
六
反

三
畝
歩
（
同

右

一 一

注

実
測
反
別
総
計
と
配
分
面
総
計
と
の
間
に
三
畝
の
誤
差
か
お
る
が
資
料
の
ま
ま
に
し
て
お
く
。

聯
　

蔵

鹿

山

の

分

割

と

入

会

権

の

整

理

蔵

鹿

山

の
分

割

に

つ

い
て

も

、

大

正

五

年

七

月

三

日

次

の
よ

う

な

分

割

協

定

覚

書

が

作

成

調

印

さ

れ

て

い
る

。

蔵
鹿
山
分
割
協
定
覚
書

西
箕
輪
村
字
蔵
鹿
山

耳

八
二
二
番

一
原
野
三
百
六
拾
町
歩

西
箕
輪
村
・：
羽
広
・
大
萱
・
大
泉
新
田

南
箕
輪
村
…
神
子
柴
・
田
畑
・
南
殿
・
北
殿
・
大
泉

ゝ　 マ　 １

共
有

右
土
地
ヲ
上
伊
那
郡
長
ノ
調
停

ニ
ョ
リ
左
記
ノ
方
法
ヲ
以
テ
分
割

ス
ル
コ
ト
ニ
協
議
決
定

シ
、
将
来
異
議

ナ
キ
為
本
書
参
通
ヲ
作
成

シ
関
係
町
村
長
並
ビ
ニ
郡
長

二
於
テ
各
壱
通
ヲ

保
持

ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。

て

境
界
協
定
方
法

境
界
（

現
在
西
箕
輪
村
図

二
依

ル
モ
ノ
ト

ス
。
但

シ
、
字
蔵
鹿
山
ノ
内
矢
ノ
南
入
リ
ト
ノ

境
界
（

大
正
五
年
七
月
三
日
締
結
ノ
字
蔵
鹿
山
ノ
内
矢
ノ
南
入
リ
ニ
関
ス
ル
境
界
協

定
方

法

二
依

ル
モ
ノ
ト

ス
。

二

、
分
割
方
法

第
一
条
　

西
箕
輪
村
羽
広
部
落
へ
接
近
地

二
於
テ
弐
拾
町
歩
ヲ
ヘ

其
ノ
専
用
地
ト

シ
テ
西

箕
輪
区
域

二
編
入

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。

第
二
条
　
西
箕

輪
村
大
萱

部
落

へ
南
沢

水
源

二
於
テ
五
町
歩
ヲ
、
其
ノ
専
用
地
ト

シ
テ
西

箕
輪
区
域

二
編
入
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

第
三
条
　
西
箕

輪
村
大
萱
羽

広
用
水
堰
分
叫
以
下
両
岸
ノ
地
ヲ
、
河
心

ヨ
リ
各
弐
拾
間
以

内

二
於
テ

ー
坪
金
四
厘
ヲ
以

テ
関
係
部
落
二
特
売
シ
、
其

ノ
専
用
地

ト
シ
テ
西
箕
輪
区

域

二
編
入

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。

第
四
条
　

西
箕
輪
村
関
係
部
落
ノ
要

求

二
応
ジ
、
弐
拾
町
歩

ヲ

ー
坪

金
壱
銭
ヲ
以
テ
特

売

ス
。
但

シ
、
分
割
地

二
接
続
地
域
ト
ス
。

第
五
条
　

区
域
（

南
北
二
区

二
縦
断

シ
テ
南
部
ヲ
西
箕
輪
村

、
北
部

ヲ
南
箕
輪
村

ノ
所
有

地
ト

ス
。

第
六
条
　

立
木
（

分
割

シ
ク
ル
所
属
地
ノ
所
有
ト
ス
。

第

七
条
　

一
般
分
割
ノ
方
法
左
ノ
如

シ
。

一
、
部
落
割
　

弐
分
　

一
、
戸
数
割
　
四

分
　

但

シ
大
正

五
年
四

月
一
日
現
在

ノ
本

籍

戸
数
ニ
ョ
ル
。
一
、
私
有
田
畑
反
別
割
　

四
分
　

但
シ
大
正

五
年
四
月
一
日
現

在

台
帳
反
別

二
依

ル
。

第

八
条
　

分
割
整
理
費
（

特
売
地
代
金
ヲ
以

テ
コ
レ
ニ
充
ツ
、
前
項
ノ
費
用

二
過
不

足
ヲ

生

ジ
ク
ル
場
合
（

第

七
条
ノ

ー
般
分
割
方
法
ノ
割
合
ヲ
以

テ
分
配
ス
（

徴
収
ス
。

第

九
条
　

本
協
定

ニ
ツ

キ
将
来
疑
義
若

シ
ク
（

係
争
ヲ
生
ジ
ク
ル
場
合

べ

上
伊
那
郡
長

ノ
裁
断

二
一
任

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。

大
正
五
年

七
月
三
日

（
調
印
者
略
）

（
『
入
会
山
分
割
史
』
）

こ

の

よ

う
に

、

大

正

五
年

七
月

に

分

割

協

定

は
調

印

さ

れ

た
に

も

か

か

わ

ら

ず
、

そ

の

後

の
分

割

作

業

は
容

易

に

進

ま
な

か

っ

た

。
分

割

境

界

線

設

定

に

際

し

て

は
関

係

部

落

の
間

に

意

見

の
相

違

が

あ

り
、

い
ず

れ
も

自

分

た
ち

の
考

え

を

通

そ

う

と
し

て

ま

と

ま

ら

な

い

ば

か

り

か
、

地

元

の
権

利

の
主

張

が

前

面

に

出

て

来

た

の

で

あ

る

。

入
会

権

は
普

通

入

会

部

落

間

に

お

い

て

そ

の
使

用

収

益

権

は
平

等

な

も

の

で

あ

っ

て
、

近

代

法

体

系

の
中

で

も

そ

れ

は
平

等

な

も

の
と

し

て

公

認

さ
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入会山の分 割と村有統一化第６節

れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
入
会
山
の
実
際
の
使
用
に
当
た
っ
て
は
、

地
元
部
落
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
よ
り
多
く
利
用
さ
れ
、
生
活
に
密
接
に
結
び
っ
い

て
お
り
、
そ
の
長
い
間
の
慣
習
に
よ
っ
て
入
会
山
が
自
分
た
ち
の
山
で
あ
る
よ
う

な
観
念
を
持
つ
に
至
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
観
念
に
支
配
さ
れ
た
部
落
民
の
感

情
が
、
分
割
に
際
し
て
自
己
の
利
害
関
係
と
結
び
つ
け
て
今
ま
で
の
よ
う
な
有
利

な
収
益
を
存
続
さ
せ
、
あ
る
い
は
こ
の
際
さ
ら
に
有
利
な
状
況
を
作
り
出
そ
う
と

し
て
、
理
不
尽
な
地
元
権
利
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

大
正
七
年
六
月
、
本
村
村
長
と
山
野
分
割
委
員
一
名
が
蔵
鹿
山
現
地
視
察
を
行

な
っ
た
と
き
、
分
割
協
定
の
拠
点
で
あ
る
庖
雍
神
の
祠
の
位
置
が
一
五
〇
間
ほ
ど

西
方
へ
移
動
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
こ
れ
は
、
当
時
神
様
が
山
へ
登
っ
た

事
件
と
言
わ
れ
た
。
ま
た
、
九
月
二
〇
日
の
境
界
線
決
定
の
日
に
は
両
村
委
員
の

外
に
地
元
村
の
約
半
数
く
ら
い
の
人
が
立
ち
合
い
に
参
加
、
酒
を
飲
ん
で
気
勢
を

上
げ
測
量
を
不
可
能
に
し
た
。
こ
の
よ
う
に
境
界
の
拠
点
を
移
動
し
た
り
、
示
威

行
動
に
よ
っ
て
有
利
な
分
割
を
勝
ち
取
る
う
と
す
る
な
ど
の
不
当
な
挙
に
で
る
こ

と
の
ほ
か
、
先
に
定
め
た
協
定
を
全
く
踏
み
に
じ
る
よ
う
な
要
求
を
次
々
と
提
出

し
て
強
硬
に
主
張
し
、
協
定
第
十
条
に
規
定
さ
れ
た
上
伊
那
郡
長
の
調
停
さ
え
全

く
不
可
能
に
す
る
よ
う
な
状
態
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
大
正
一
〇
年
こ
ろ
ま

で
協
議
は
ほ
と
ん
ど
進
産
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
十
数
年
間
分
割
問
題
は
空
白
反
省
の
期
間
と
な
っ
た
が
、
昭

和
一
〇
年
に
な
っ
て
蔵
鹿
山
分
割
の
問
題
が
再
び
活
発
に
な
っ
た
。
同
年
七
月
郡

技
手
の
来
村
に
よ
り
分
割
の
協
議
を
始
め
、
九
月
に
は
郡
役
所
か
ら
分
割
促
進
の

通
牒
、

さ
ら
に
、
昭
和

コ

ー年
に

は
経
済
部
上
伊

那
出
張
所

か
ら
の
分
割

促
進
の

勧
告

が
出

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
本
村

と
し
て
は
分
割

促
進
の
た
め
昭
和
一
〇
年
一

一
月
と
、

二
（
年
四
月
の
二
度
に
わ
た
り
、
県
に
対
し
て
陳
情
を
し
、
そ
の
回
西

箕
輪
村
と
協
議
会
を
持
っ
た
が
解
決
の
道
は
開
か
れ
ず
、
再
び
戦
時
体
制
下
の
空

白
の
時
代
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
。

昭
和
二
一
年
二
月
敗
戦
処
理
下
の
目
本
農
村
に
、
新
し
く
自
主
的
な
組
織
と
し

て
上
伊
那
農
村
建
設
連
盟
が
発
足
し
た
。
こ
れ
は
、
混
乱
し
た
農
村
を
少
し
ず
つ

系
鵠
づ
け
、
農
民
に
自
ら
の
力
で
立
ち
上
が
る
力
を
与
え
、
農
村
に
民
主
化
の
息

吹
き
を
巻
き
起
こ
し
た
貴
重
な
農
民
集
団
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
初
代
理
事
で
あ
っ

た
清
水
国
人
は
、
そ
の
一
連
の
組
織
と
し
て
本
村
に
農
民
会
を
設
立
し
た
。
こ
の

会
長
に
推
さ
れ
た
清
水
国
人
は
目
前
の
山
積
み
す
る
問
題
と
共
に
、
入
会
山
分
割

の
問
題
も
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
入
会
山
分
割
に
乗
り
出
し
分
割
委
員
長
に
選

任
さ
れ
る
や
、
空
白
に
な
っ
て
い
た
西
箕
輪
村
と
の
折
衝
に
委
員
長
公
人

と
し

て
、
あ
る
い
は
西
箕
輪
村
委
員
長
の
知
人
と
し
て
、
西
箕
輪
委
員
諸
氏
と
熱
意
と

根
気
を
持
っ
て
地
味
な
交
渉
を
続
け
、
さ
ら
に
、
昭
和
二
二
年
四
月
村
長
に
就
任

す
る
や
、
村
政
に
お
け
る
治
山
の
重
要
性
を
強
調
し
て
、
分
割
促
進
に
懸
命
な
努

力
を
続
け
た
。
し
か
し
、
大
正
五
年
の
協
定
の
線
に
沿
っ
て
分
割
を
進
め
よ
う
と

す
る
南
箕
輪
と
、
協
定
を
無
視
し
て
大
幅
に
地
元
の
権
利
を
主
張
し
、
自
村
に
有

利
に
分
割
し
よ
う
と
す
る
西
箕
輪
と
の
間
に
妥
協
点
を
見
出
す
こ
と
は
容
易
な
こ

と
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
で
次
の
よ
う
な
事
件
が
起
き
た
の
で
あ
る
。
昭
和
二
三
年

二
一

月
五
日
、
南
箕
輪
の
七
名
の
者
が
、
蔵
鹿
山
の
山
の
神
付
近
で
用
材
コ

ー石
（
唐

松
）
と
、
薪
を
採
集
し
て
七
台
の
荷
馬
車
に
積
ん
で
家
に
帰
る
途
中
、
羽
広
区
の

者
お
よ
そ
四
〇
人
ば
か
り
に
取
り
囲
ま
れ
て
手
綱
を
奪
わ
れ
、
積
荷
に
手
を
か
け

よ
う
と
し
た
の
で
、
そ
の
不
法
を
な
ご
っ
た
が
全
く
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
大
勢
の

勢
い
で
積
荷
を
全
部
降
ろ
さ
れ
追
い
帰
さ
れ
る
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

自
家
用
材
伐
採
と
し
て
正
当
な
入
会
権
の
行
使
で
、
こ
れ
を
阻
止
す
る
こ
と
は
入

会
権
に
対
す
る
不
当
な
行
為
と
し
て
両
村
合
同
委
員
会
で
取
り
上
げ
、
南
箕
輪
委

員
よ
り
羽
広
の
不
法
行
為
を
責
め
、
今
後
に
お
け
る
猛
省
を
促
し
た
。
こ
れ
は
分

割
協
議
中
に
起
き
た
問
題
で
あ
っ
た
の
で
両
村
に
微
妙
な
影
響
を
与
え
た
。
両
村

の
問
に
深
い
溝
の
で
き
る
こ
と
を
恐
れ
て
両
村
委
員
長
の
間
で
話
し
合
い
が
行
な

547
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図5-21　 昭 和38年原正秋によ って書かれ

た入会山分割史

わ
れ
、
事
件
十
数
日
後
、
羽
広
部
落
よ
り
材
木

等
の
返
却
の
通
知
が
あ
っ
た
が
、

用
材
、
薪
と
も
取
り
に
行
く
こ
と
な
く
放
置
さ
れ
、
そ
の
場

に
朽
ち
果

て
て
し
ま

っ
た
と

い
う
。
こ
れ
は
極
め
て
不

幸
な
事
件
で
あ
る
が
、

分
割
促
進
に

無
言

の
力

と
な

っ
た
と
言

わ
れ
て

い
る
。
（
『
入
会
山
分
割
史
』
）

昭
和
二
八
年
二
月
、
緊
急
造
林
措
置
法

に
基
づ
き
蔵
鹿
山
四

五
町

歩
に
対

し
て

植
林
が
指
定
さ
れ
、
三
〇
年
度
ま
で
に
植
林
を
終
了
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
と

こ
ろ
が
本
山
は
分
割
協
議
中
と

い
う
こ
と
で
分
割
が
終
了
す
る
ま
で
双
方
植
林
は

し
な

い
と

い
う
申
し
合
わ
せ
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西

箕
輪
村
が

ひ
そ
か
に
植
林
を
計
画

し
、
四
月
六
日
に
植
林
を
す
る
よ
う
に
準
備
を
し
た
。
こ

れ
を
察
知
し
た
南
箕
輪
村
は
四
月
五
日
急
拠
、
村
民
一
〇
〇
〇

余
名

を

動

員

し

て
、
一
〇
万
本
の
苗
木
を
先

手
を
打

っ
て
植
林
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
。

「
植
林
問
題
で
も
あ
る
蔵
鹿
山
、
先
手
を
取

ら
れ
に
ら
み
合
う
」
、
「
先

制
植
樹

で

二
村
対
立
、
蔵
鹿
山
中
に
南
、
西
箕
輪
」
、
「
植
林
で
再
び
対
立
、
蔵
鹿
山
の
入
会

問
題
」
等
、
諧
新
聞
に
大
き
く
取

り
扱
わ
れ
報
道
さ
れ
た
。
紛
争
の
拡
大

す
る
こ

と
を
恐

れ
た
伊
那
警
察
署
か
ら
警
備
課
長
が
両

村
和
解
の
仲
介
に
入
る
と

い
う
事

態
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ

の
よ

う

な

事

態

に

な

っ
て

か

ら

は
両

村

開

の
協

議

は
行

な

わ

れ

る

は

ず
も

な

く

、

南

箕

輪

と

し

て

は

去

る

二

六

年

蔵

鹿

山
伐

採

地

に

対

す

る
西

箕

輪

村

よ

り

の
、

南

箕

輪

を

除

外

し

た

一

方

的

な
伐

採

跡

地

等

の
報

告

書

に

対

す

る
地

方

事

務

所

長

へ

の

申

立

書

、

蔵

鹿

山

の

分

割

の

た

め
同

山

へ

の

立

ち
入

り
、

並

び
に

同

山

の
木

材

搬

出

方

一
時

中

止

の
伊

那

地
区

裁
判

所

へ
仮

処

分

の
申

請

書

の
提

出

を
行

な

い
、

さ

ら

に

、

協
議

に

よ

る

分

割

促

進

が
困

難

な

こ

と

か

ら
、

持

分

分

割

請

求

の
調

停

を

伊

那
区

裁
判

所

へ
申

し

立

て

る

等

の
方

策

を

と

っ
た

。

そ

れ

に

よ

っ

て

、

次

の
よ

う

な

裁
判

書

の

勧
告

が

出

さ

れ

た

。

勧
　

告
申
立
人
　

上
伊

那
郡
南

箕
輪
村
字

神
子
柴

・
宇
田
畑
・
字
南
殿
・
字
北
殿
・
字
大
泉

右

五
部
落
代
表
者
　

村
長
　

征
矢
直
徳

相
手
方
　

上
伊
那
郡
西
箕
輪
村
字
羽

広
・
字
大
萱
・
字
大
泉
新
田

右

三
部
落
代
表
者
　

村
長
　

原
　

賢
一

右
当
事
者
間

の
昭
和
二
十
八
年

の
第

二
号
共
有
分
割
請
求
事
件
に

つ
き
、
当
調
停
委
員
会

は
当
事
者
双
方
に
対
し
左
の
通
り
合
意

す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す

る
。

一
、
申
立
人
及

び
相
手
方
は
各
部
落

の
上
伊

那
郡
西
箕
輪
村
字
蔵
鹿
山
参
千
八
百
弐
拾
弐

番
山
林

（
公

簿
上
原

野
三

六
〇
町
歩
）
に
対

す
る
共
有
権
及

び
入
会
権
を
左
の
通
り

分
割
す
る
。

申

立
人
は
一
二
番
中
北
沢
以
西
、

一
三
番
中
東
方
よ
り
測
定
し
て
三
十
二
町
歩
を
除

く
部

分
及

び
一
四
番

全
部
に

つ
き
入
会
権

の
全
部
を
取
得
し
、
同
山
林
其
の
余
の
地

域
に
対
す
る
共
有
持
分
及

び
入
会
権
を
放
棄
す

る
。

相

手
方
は
申
立
人
が
右
共
有
持
分
及

び
入
会
権
を
放
棄
し

た
る
部
分
に
つ
い
て
共
有

権
及

び
入

会
権

の
全
部
を
取
得
し
、
同
山
林
そ

の
余

の
地
域
に
対
す

る
共
有
持
分
及

び
入
会
権

を
放
棄
す

る
。
立
木

そ
の
他

の
毛
上
は
土
地
に
従

っ
て
帰
属
す

る
。

二
、
相

手
方
は
申
立
人
に
対
し
金
五
拾
万
円
を
支
払
う
こ
と
。

三
、
相

手
方
は
申
立
人
が
そ
の
帰
属
山
林

の
利
用
管
理

の
為
、
相
手
方
帰
属
山
林
内

を
通

行

し
、
及

び
新

道
路
の
開
設
、
既
設
道
路

の
改
修
を
な
す
こ
と
を
許
容
し
、
相
手
方

5 銘
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は
こ
れ
を
妨
げ
な
い
こ
と
。

四
、
以
上
の
他
双
方
何
等
の
要
求
を
し
な
い
こ
と
。

五
、
訴
訟
費
用
及
び
調
停
費
用
は
各
自
負
担
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
九
月
二
十
八
日

長
野
地
方
裁
判
所
伊
那
支
部
調
停
委
員
会

調
停
主
任
裁
判
官
　
草
深
今
朝
重
言

（
役
揚
文
書
）

こ
の
よ
う
な
調
停
裁
判
の
勧
告
が
出
さ
れ
、
本
村

と
し
て
は
こ
の
勧
告

の
線
で

解
決
し
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
西
箕
輪

側
は
い
っ
た
ん
は
了
承

し

か

け

た

が
、
諏
訪
へ
視
察

に
行

き
地
元
村

が
有
利

に
解
決

さ
れ
た
例

を
聴

音
、

急
に
態
度

が
硬
化
し

て
再

び
暗
礁
に
乗

り
上
げ

て
し

ま
っ
た
。
そ

の
た
め
、
三
〇
年
三
月
裁

判
所

の
第

二
勧
告

が
出

さ
れ
た
。
そ

れ
は
西
箕
輪

の
要
求
を
入

れ
、
次

の
よ
う
に

変
更

さ
れ
て
い
た
。

一
の
項
の
う
ち
「
申
立
人
は
コ

ー番
中
北
沢
西
尾
根
以
西
」
と
三
宇
加
入

二
の
項
の
う
ち
「
金
五
拾
万
円
」
を
「
金
弐
拾
万
円
」
に
変
更
す
る
。

（
役
揚
文
書
）

こ
の
第

二
勧
告
に

つ
い
て
は
、

そ
の
場
で

は
両
村
と
も
不
満
で
応

ぜ
ず
物
別

れ

に

な
っ
た
。
特
に
西
箕
輪
側

の
要
求

は
二
〇
万
円

の
支
払

い
を
免
除
せ

よ
と

い
う

の
で
あ
る
が
、
こ

れ
に
対
し
南
箕
輪
と
し

て
は
土
地
で

は
譲
歩
す

る
が
五
〇
万
円

を
二
〇
万
円
に
減

ら
し
、

な
お
そ

れ
を
免
除
せ

よ
と

い
う
相
手
に
対
し
強

い
反
発

も

あ
っ
た
が
、
何
と
し
て
も
分

割
を
成

立
さ
せ

た
い
と
い
う
基
本
的

な
心
情

か
ら
、

二
〇
万
円
の
代
償
と
し
て
将
来
の
施
業
の
便
を
考
慮
し
、
岩
の
入
り
入
口
に
お

い

て
最
小
限
三
町

歩
の
土
地
を
確
保
す
る
と
い
う
妥
協
案

を
提
示

し
た
。
こ
の
妥
協

案
に
よ

っ
て
よ
う
や
く
両

村
の
合
意
が
成
立
し
、
三
二
年

コ

ー月
二
五
日
調
印
が

行
な
わ
れ
た
。
大
正
五
年
分
割
協
定
覚
え
書
調
印
以

来
、
分
割
の
完
結
ま
で
実
に
四

二
年
の
歳
月

が
経
過

し
た
。
そ
の
間
、
分
割
実
施
直
前
に
振

り
出
し
に
も
ど
っ
た

こ

と

も

あ

り

、

時

に

は
激

し

い
対

立

で

険
悪

な

空

気

に

な

っ
た

と

き

か

お

り
、

反

省

空

白

の
時

代

も

あ

っ

た
が

、

そ

の
紆

余

曲

折

は

時
代

の
推

移

の

な

せ

る

わ

ざ

で

あ

っ

た
と

考

え

ら

れ
、

い
ず

れ

の
時
代

に

お

い
て

も

村
当

局

者

は

も

ち

ろ

ん
、

関

係

委

員

は
共

に

全

力

を

傾

倒

し

て
来

た

の
で

あ

っ
て

、

こ

の

間

に
両

村

の
交

渉
協

議

十

数

回

、

村

内

委

員

会

、

実

地

踏

査

等

、

実

に

Ｉ
〇

〇

余
回

を

重

ね

て

お

り
、

ま

さ

に

苦

節

四

〇

余

年

の
筆

舌

に
尽

せ

ぬ

努
力

で

あ

っ
た

と

考

え

ら

れ

る

。

新

た

な

蔵

鹿

山

の
分

割
協

定
者

は

次

の

よ

う

で

あ

る

。

蔵
鹿
山
分
割
協

定
書

伊

那
市
大

字
西
箕
輪

字
蔵
鹿
山
の
分
割
に
つ
い
て
は
、
大
正
五
年

七
月
三
日
以
来
各
権
利

関

係
者
が
分
割

の
必
要

を
痛
感
し
、
そ
れ
ぞ
れ
協
議

を
重
ね
て

き
た

が
結
論
を
得
ら
れ
ず

永
年

の
懸
案

と
な
っ
た
。
た
ま
た
ま
、
昭
和
二
十

八
年
関
係
者
か
ら
速
や
か
に
無
立
木
地

を
緑
化
し
治
山
治
水

の
完

ぺ
き
を
期
す

る
た

め
、
分
割

の
必
要
な
議
が
起
こ
り
、
そ
の
後

慎
重
に
検
討

の
結
果
、
今
回
次

の
入
会
地
を
互
譲

の
精
神
に
よ
り
左
記

条
項
を
定
め
て
円

満
に
分
割
し
、
共
有
権
及
び
入
会
権
を
解
消
す
る
協
議
が
成

立
し
た
の
で
、
こ
こ
に
将
来

異
議

の
な
い
こ
と
を
認
め
本
協

定
書
三
通

を
作
成

し
、

各
関
係
市
村
及

び
長
野
県
に
お

い

て
各
壱
通
を
保
持

す
る
も
の
と
す
る
。

一
、
所
在
地
　

伊

那
市
大
字
西
箕
輪
字
蔵
鹿
山
三

八
二
二
番
地

一
、
面

積
　
　

台
帳
面
積

三
八
二
二
番
地
原
野
三

六
〇
町
歩

実
測
面
積
三

八
二
二
番
地
原
野
二

七
九
町
三
反
四
畝

一
、
所
有
者
　

伊

那
市
大
字
西
箕
輪

の
内

羽
広
・
大
萱
・
大
泉
新
田

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村

の
内

神
子
柴
・
田
畑
・
南
殿
・
北
殿
・
大
泉

協
定
事
項

一

、
伊
那
市
大
字
西
箕
輪

の
内
三
部
落
を
甲
と
し
、
南
箕
輪
村

の
内

五
部
落

を

乙

と

し

て
、
伊
那
市
大

字
西
箕

輪
字
蔵
鹿
山
三
八
二
二
番
地
山
林

に
対

す
る
共
有
権
及

び
入

会
権
を
解
消
し
左
記
に
よ
り
分
割
す
る
。
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二
、
乙
は
1
2林
班
中
北
沢

の
西
尾
根
以
西
、
1
3林
班
東
方
よ
り
測
定
し
て
三
十
二
町
歩
を

除
く
部
分
及

び
1
4林
班
全
部
に

つ
き
共
有
権
及
び
入
会
権
の
全
部
を
取

得
し
、
同

山

そ

の
余

の
地
域
に
対
す
る
共
有
持
分
及
び
入
会
権
を
放
棄

す
る
。

三
、
甲

は
、
乙
が
右
共
有
持
分
及
び
入
会
権
を
放
棄
し
た
部
分
に
つ
い
て
共
有
権
及
び
入

会
権

の
全
部
を
収
得
し
、
同
山
林
そ

の
余

の
地
域
に
対
す

る
共
有
持
分
及
び
入
会
権

を
放
棄
す

る
。

四

、
甲

は
そ

の
帰
属
山
林
中
よ

り
1
4林
班
入
口
即
ち
岩
ノ
入
沢
と
本
沢
と

の
合
流
点
を
中

心
に
し
た
箇
所
で
、
幹
線
林
道
以
南
に
於
て
三
町
歩
を
乙
に
分
譲
す

る

も

の

と

す

る
。

五
、
立
木
そ

の
他
毛
上
は
土
地
に
従
っ
て
帰

属
す
る
。

六
、
甲
乙
と
も
帰
属
山
林

の
利
用
管
理

の
た

め
林

道
の
開
設
改
良
及

び
山
元
上
場

の
設
置

を
必
要

と
す
る
と
き
は
、
合
議
の
上
最

小
限

度
の
土
地

の
使
用

と
支
障
木
伐
採

の
補

償
料
は
無
料
に
て
許
容
し
、
且
つ
利
用

の
自
由
を
妨

げ
な
い
も
の
と
す
る
。

七
、
林

道
の
新

設
に
要

す
る
費
用

の
分

担
は
取

得
面
積

割
と
す
る
。

八
、
分
割

登
記

に
あ
た
り
て

は
土
地
台

帳
面

積
を
実
測
面
積

の
比
例

に
よ
り
按
分

す
る
。

九
、
こ
の
協
定
に
使
用
す
る
図
面
は
、
昭
和
二
十
四
年
十
月
十
五
日

長
野
県
森
林
計
画
図

五
千
分

の
一
に
よ
る
。

十
、
こ

の
協
定
事
項

の
実
行
に
あ
た
り
疑
義
を
生
じ
た
と
き
は
調
停
者
に
一
任
す
る
も
の

と
す
る
。

附
帯
事
項

第
四
項
に
定
め
た

る
三
町
歩

の
個
所

の
選
定
及
び
境
界
線

の
決
定
に
つ
い
て
は
地
方
事
務

所
に
一
任
す
る
も

の
と
す
る
。

昭
和
三
十
二
年
十
二
月
二
十
五
日
　
　
　

伊
那
市
長
　
　
　
　
　

熊
谷
友
一
郎

西
箕
輪
分
割
委
員
長
　

鈴
木
孫
十
郎

以
下
分
割
委
員
三
十
五
名
連
署

（
氏
名
略
）

南

箕

輪

村

長

清
水

国
人

南
箕
輪
分
割

委
員
長
　

清
水
　

国
人

南
箕
輪
分
割
委
員
（
便
宜
上
三
段
に
記
載
）

加
藤
　

善
高
　
　
　

加
藤
　

五
郎
　
　
　

征
矢
　

嘉
義

太
田
　

庄
衛
　
　
　

有
賀
　

栄
治
　
　
　

有
賀
　
　

実

有
賀
　

敬

三
　
　
　

清

水
　

清
人
　
　
　

有
賀
　

勝
治

加
藤
　

三
治
　
　
　

清
水
　
宗
雄
　
　
　

原
　
　

義
徳

高
木
　
賢

司
　
　
　

柴

田
宗

太
郎
　
　
　

清
水
　
忠
弘

藤
沢
　

久
勝
　
　
　

山
崎
　

正
義
　
　
　

原
　
勝

治
郎

木
ノ
島
新
一
　
　
　

有
賀
　

一
衛
　
　
　

清
水
　
正

次

小
林
　

時
春
　
　
　

清
水
　

英
一
　
　
　

唐
沢
　

文
亀

（
役
場
文
書
）

な

お

、

本

分

割

協

定

に

基

づ

い
で

の
各

取

得

分

面

積

は

次

の
と

お

り

で

あ

る

。

（
図
5
1
2
2
）

村
・
部
落
名
　
　
　

台
帳
面
取
得
面
積
　
　
　
　

実
測
取
得
面
積

南
　

箕
　

輪
　

村
　

一
五
一
町
七
反
七
畝
歩
　
　

一
一
七
町
六
反
六
畝
二
六
歩

西
箕
輪
ノ
内
羽
広
　

一
ニ

ー
町
八
反

六
畝
歩
　
　
　

九
四
町
四
反
七
畝
二
〇
歩

″
　

大
萱
　
　

五
四
町
一
反
三
畝
歩
　
　
　

四
一
町
九
反
六
畝
二
一
歩

″
大
泉
新
田
　
　

三
二
町
五
反
四
畝
歩
　
　
　

二
五
町
二
反
二
畝
二
三
歩

合
　

計
　
　
　
　
　

三

六
〇
町
三
反
○
畝
歩
　
　

二

七
九
町
三
反
四
畝（

役
場
文
書
）

匈
　
御
射
山
の
分
割

御
射
山
に
つ
い
て
は
、
明
治
三
五
年
こ
ろ
か
ら
入
会
権
の
整
理
解
消
の
こ
と
が

持
ち
上
が
り
、
た
び
た
び
話
題
に
な
っ
た
が
実
際
に
分
割
の
協
議
に
入
る
こ
と
な

く
、
大
正
五
年
、
隣
接
地
の
蔵
鹿
山
分
割
協
定
が
成
立
し
た
際
に
、
そ
れ
に
引
き

続
き
分
割
す
べ
く
研
究
が
行
な
わ
れ
た
。
し
か
し
、
進
展
が
見
ら
れ
ず
、
大
正
一

三
年
に
な
っ
て
入
会
関
係
部
落
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
御
射
山
分
割
に
つ
い
て
の
意
見
書

が
集
め
ら
れ
、
分
割
に
つ
い
て
の
実
質
的
な
協
議
の
時
代
に
入
っ
た
よ
う
に
見
え

た
。
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協
議
は
地
元
で
あ
る
西
箕
輪
村
の
意
見
書
を
踏
み
台
に
し
て
行
な
わ
れ
た
。

こ
の
西
箕
輪
側
の
希
望
意
見
に
対
し
南
箕
輪
村
・
伊
那
町
側
の
意
見
は
、
西
箕

輪
に
付
与
又
は
特
売
す
る
面
積
を
少
な
く
し
、
一
般
分
収
の
部
分
を
大
き
く
す
る

考
え
で
協
議
を
し
た
が
意
見
の
一
致
を
見
ず
、
当
時
は
大
泉
所
々
三
本
木
原
・
上

ゲ
溝
原
の
分
割
後
の
処
理
及
び
、
そ
の
後
の
育
成
作
業
を
計
画
的
に
遂
行
す
る
の

に
忙
し
く
、
結
論
を
出
さ
ぬ
ま
ま
に
歳
月
が
経
過
し
、
長
い
空
白
の
時
代
が
続
い

た
。昭

和
二
八
年
に
な
大

西
箕
輪
村
が
県
よ
り
四
六
町
歩
の
造
林
指
定
を
受
け
造

林
を
迫
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
再
び
御
射
山
分
割
の
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
き
た
。

そ
こ
で
、
各
部
落
の
間
に
お
い
て
討
議
が
重
ね
ら
れ
た
が
、
そ
こ
に
は
二
つ
の
問

大
　

泉

Ｘ
）

‐
　
　

‐
ｙ

“
Ｘ

所

ぐ

ｙ`

ヽ
ノ

‘
9
'
~
“ｙ
　

Ｎ
･
／
7
％

。
／

’

ホ

ノ

ソ

耳

第６節　入会山の分割と村有統一化

北沢山ﾑ

．／

題
点
が
あ

っ
た
。
そ
の
一
つ
は
、
御
射
山
の
境
界

確
認
の
後
、
二
九
年
一
〇
月

に

実
地
測

量
を
し
た
と
こ
ろ
、
台
帳
面
積
四

八
三
町

九
反

一
畝
の
面
積
に
対

し
、
実

測
面
積

が
二
七
二
町

一
反

一
畝
歩
に
減
少
し

て
い
た
こ
と
で

あ
る
。
実
測
面
積

は

台
帳
面
積

の
五

六
％

し
か
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
理
由
と
し

て
は
、

Ｉ
　
井
出
ノ
沢
四
八
町
歩
、
南
・
北
沢
分
割
の
際
特
売
約
束
の
も
の
、

２
　
本
山
様
、
五
町
歩

３
　
接
続
地
よ
り
の
侵
食
に
よ
る
も
の

等

で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
１

と
２
は
別

と
し
て
、

３
に
問
題

が
あ
る
。
御
射

山

は
明
治
二

九
年

か
ら
の
入
会
地

の
実
地
大
整
理

の
と
き
も
手

の
入
ら
な

か
っ
た

所
で

あ
り
、
ま

た
、
御
射
山
が
部
落
に
最
も
近

い
山
で
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
長

い
年
月
の
間
に
侵
墾
・
立
て
出
し
等
が

進
ん
だ
た
め
と
考
え
ら
れ
、

分
割

の
際

x　 ｎw

へ ｀道うヽ

几
下
∩
言

臨
○
几
ヅ
ノ
ハ
ダ

／
　

棺

じ

／

林
道

／
／
／

林
班
界

回
　

肘
筆

２

～

６

－
　

―

○

林

班

番
号

本

村

取
得

地

図5-22　 蔵鹿山分割図

に
は
問
題
と
な
る
べ
き
は
ず
の
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
境
界
決
定
の
際
に

多
少
問
題
に
な
っ
た
が
、
長
い
年
月
の

事
で
い
か
ん
と
も
な
し
難
く
、
山
添
い

の
部
落
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
南
箕

輪
や
伊
那
町
の
部
落
も
大
き
な
問
題
と

す
る
こ
と
な
く
、
減
少
し
た
面
積
の
ま

ま
で
分
割
を
進
め
る
こ
と
を
了
承
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
だ

が
、
こ
の
面
積
の
減
少
が
両
者
に
少
な

が
ら
ぬ
心
理
的
影
響
を
与
え
た
こ
と
は

否
め
な
い
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。

第
二
の
問
題
点
は
、
入
会
権
の
差
を

ど
う
評
価
す
る
か
と
い
う
こ
と
で

あ

551
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る
。
普
通
入

会
権

は
平

等
で
あ
る
が
こ
の
御

射
山
に
対
し
て
は
古
く
か
ら
入

会
権

に

差
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

宝
暦

八
年

の
「
取
替

わ
し
証
文

の
事
」

の

中

の
御
射

山
の
項
に
、
「
右
山
刈
敷
山
の
口

の
儀
は
神
子
柴
村

よ
り
触

れ
来

た
り
、

は
ん

げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

４
　

×
　
　

４
　

１
　

Ｘ
　

Ｎ
　

４
　

４
　

４
　

４
　

１
　
－
　

４
　

４
　

４

右

山

五

月

半

夏

よ

り

止

め

山

に

致

し

、

上

［
［（

、

中

条

村

は

尾

根

通

り

半

夏

過

ぎ

に

４
　

Ｓ
　

ｉ
　

ｉ
　

Ｓ
　

４
　

４
　

Ｓ
　

ｉ
　

ｉ
　

χ
　

χ

も

草

刈

り

取

り

申

す

べ

き

定

め

・
：

）

と

あ

り

、

さ

ら

に

、

御

射

山

の

う

ち

、

葛

ヶ

４
　

４
　
　

１
　
８
　

１
　
４
　

４
　

χ
　

χ
　

４
　

χ
　

Ｓ
　

１
　

４
　

１
　

χ
　

１
　

４
　

１
　

１

沢

の

項

に

「

右

沢

の

儀

は

上

戸

、

中

条

両

村

五

月

の

山

の

口

よ

り

勝

手

次

第

刈

り

取
り
申
す
可
き
定
め
に
御
座
候
」
と
あ
る
。
明
ら
か
に
上
戸
・
中
条
両
村
の
特
権

が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
入
会
上
の
特
権
を
ど
う
評
価
す
る
か
と
い
う
点
を
ふ

ま
え
て
、
西
箕
輪
側
か
ら
強
い
意
見
が
出
さ
れ
て
分
割
問
題
の
解
決
を
長
引
か
せ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
大
正
一
三
年
に
出
さ
れ
た
関
係
町
村
の
意
見
書
を
も
と
に

し
て
妥
協
点
を
見
出
す
べ
く
、
何
回
も
の
協
議
が
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
容

易
に
進
ま
な
か
っ
た
。
よ
う
や
く
妥
協
の
見
通
し
が
で
き
る
段
階
に
達
し
た
昭
和

三
一
年
に
至
り
、
地
方
事
務
所
林
務
課
に
お
い
て
分
割
案
が
作
成
さ
れ
、
そ
れ
を

も
と
に
協
議
を
進
め
昭
和
三
二
年
二
月
二
五
日
、
遂
に
協
定
成
立
に
こ
ぎ
つ
け
た

の
で
あ
る
。
そ
の
分
割
協
定
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

御
射
山
分
割
協
定
書

伊

那
市
大

字
西
箕
輪

字
御
射
山
の
分
割
に
つ
い
て
は
、
大
正

十
三
年
十
一
月
二
十
五
日

各

権
利
関
係
者
が
分
割
意
見
書
を
提
出
し
て
討
議
し
た
が
結
論
を
得
ず
永
年

の
懸
案
と
な
っ

て

い
た
。
た
ま
た
ま
、
昭
和
二
十
八
年
四
月
十
六
日
当
時

の
西
箕
輪
村
役
場
に
お
い
て
分

割
問
題

が
再

び
起
こ
り
、

そ
の
後
各
種
権
利
関
係
者
は
討
議
熟
議

の
結
果
、
今
回
次
の
土

地

を
左
記
条
項
に

よ
り
善
意
を
も

っ
て
円
満
に
分
割
し
、
且

つ
入
会
権
を
解
消
す
る
協

議

が
成
立
し
た
の
で

、
こ
こ
に
将
来
異
議

の
な
い
こ

と
を
認
め
、
本
協
定
四
通
を
作
成
し
各

関
係
市
、
町
、
村
、
区
及

び
長

野
県

に
お
い
て

各
壱
通

を
保
持
す

る
も

の
と
す

る
。

二

所
在
地
　
伊

那
市
大

字
西
箕
輪
字
御

射
山

六
四

六
七
番
一
　

同
六
四

六
七
番
二

Ｉ
、
面
　

積
　
台

帳
面

積
　

六
四

六
七
番

一
　
四
四

七
町
三
反
四
畝
一
五
歩

六
四
六
七
番
二
　
　

三
六
町
五
反

六
畝
歩

実
測
面
積
　

六
四
六
七
番
一
↓

二
七
二
町

一
反

一
畝
歩

六
四
六
七
番
二

Ｉ
、
所
有
者
　

伊
那
市
大
字
西
箕
輪

の
内
　

与
地
・
中
条
・
上
戸
・
大

萱
・
大

泉
新
田
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

↓
共
有

南
箕
輪
村
、
伊
那
市
大
字
伊
那

の
内
御
園
・
山
寺

第

一
条
　

分
割
に

つ
い
て

は
南
・
北
沢
分
割

の
例
に
よ
る
。

第
二
条
　

三
井
筋
上
下
二
〇
間

の
特
売
は
、
南
・
北
沢
分
割
の
例
に
よ
り
一
九
町

】
反

六

畝
歩

と
し
、
一
坪
当

た
り
一
円
五
〇
銭
と
す

る
。

第
三
条
　

西
箕
輪
五
部
落
に
対
し
て

の
特
売
地

は
四
二
町
七
反

八
畝
と
し
、
一
坪
当
た
り

三
円

と
す
る
。

第
四
条
　

西
箕
輪
三
部
落

（
上

戸
・
中
条
・
与
地
）
に
対
し
、
各
区

コ

ー町
八
反

三
畝
の

専
用
地
を
附
与

す
る
も

の
と
す

る
。

第

五
条
　
旧
御

射
山
神
社

社
地

と
し
て

一
町

二
反

八
畝
歩
を
、
西
箕
輪
村
へ
附
与
す

る
も

の
と
す
る
。

第

六
条
　
西
箕
輪
三
部
落

（
上

戸
・
中
条
・
与
地
）

の
地
先
三
〇
開
通
几

六
町
六
反

九

畝
歩
を
一
坪
当

た
旦

二
円
に
て
前
記
三
部
落
へ
特
売
す

る
も

の
と
す

る
。

第

七
条
　

葛
ケ
沢

は
宝
暦

八
年

の
申

し
合

わ
せ
に

よ
り
二
町
一
反
四
畝
歩
を
、
上
戸
・
中

条
に
て
収
得
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
　

上

戸
部
落
へ
は
地
元

記
念
林
と
し
て
、
四
町

二
反

八
畝
歩

を
附
与
す

る
も

の
と

す
る
。

第
九
条
　

一
般
分
収
方
法
は
南
・
北
沢
分
割
の
例
に
よ
っ
て
次
の
通
り
と
す
る
。
但
し
、

大
正
五
年
現
在

の
数
字
に
よ
る
。

戸
数
割
　

三
分
　
　

部
落
割
　

三
分

地
価
割
　

二
分
　

私
有
ｍ

畑
宅
地
反
別
割
　

二
分

な
お
、
右
に
よ

る
一
般
分
収
割
合
は
次
の
通
り
と
な
る
。

西
箕
輪
　

三
分
五
厘
　

南
箕
輪
　

五
分
　

伊
那
　

一
分
五
厘

第

十
条
　
分

割
地
は
市
村
区
別
に
三
区
域
に
分
け
、
そ

の
位
置
は
西
箕
輪
に
接
続
す
る
個

552
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所

を
西
箕
輪
区

と
し
、
次
に
南
箕
輪
村
伊
那

の
順
に
収
得
す

る
も

の
と
す

る
。

第
十

一
条
　
分
割
に

つ
い
て

は
分
割
地

の
一
端

が
林
道
へ
通

ず
る
よ
う
に
分
割
す

る
。
但

し
、
林
道
よ
り
支
線
を
開
設
し
実
地
に
よ
り
双
方

の
便
宜
を
計

る
こ
と
。

第
十
二
条
　

立
木
搬
出
に

つ
い
て

の
道
路
は
必
要
最
小
限
度
に
限
り
、
無
償
に
て
開
設
出

来

る
も

の
と
す

る
。
但
し
、
道
路
開
設
に
支
障
と
な

る
立
木
に

つ
い
て
は
補
償
料
を
出

す
も
の
と
す

る
。

第
十
三
条
　

特
売
地

の
代
金

の
分
収

は
南
、
北
沢
分
割
の
例
に
よ

っ
て
行
な
う
。
な
お
、

与
地
へ
売
却
し
た
農
地
の
代

金
も
こ
の
例
に
よ
る
。

第
十
四
条
　

分
割
整
理
費
は
特
売
地
代
金
を
も

っ
て
あ
て
る
も
の
と
す
る
。

第

十
五
条
　

こ
の
協

定
事
項
の
実
行
に
当
た
り
疑
義
を
生
じ
た
と
き
は
、
調
停
者

に
一
任

す
る
も
の
と
す

る
。
以

上

昭

和
三
十
二
年
四
月
十
八
日

伊

那

市

長

熊
谷
友

一
郎

⑩

西
箕
輪

委
員
長
　

鈴

木
　

三
郎

⑩

″

分

割
委
員
　
　

九
名
（
氏
名
略
）

南

箕

輪

村

長
　

清
水
　
国

人
⑩

″

委

員

長
　

清

水
　
国

人
⑩

″

分
割
委
員
　

（
二
段

に
記
載
す

亘

堀
　
　

安
雄

⑩
　
馬
場
　

武
男

⑩

原
今
朝

五
郎

⑩
　
原
　
　

孝

也
⑩

有
賀
　

一
衛

⑩
　
征
矢
　

嘉
義

⑩

清
水
　

清
人

⑩
　
有
賀
　

文
武

⑩

加
藤
　

善
高

⑩
　
小
林
　

時
春

⑩

有
賀
　

敬
三

⑩
　
太
田
　

庄
衛

⑩

伊

那
委
員
長
　

田
畑
五
郎
司
⑩

″

分
割
委
員
　

四
名

（
氏
名
略
）

ｆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
役
場
文
書
）

右

協

定

に

基

づ
く

専

用

特

売

地

、

一
般

分

収

面

積

お

よ

び
収

得

面

積

は
次

の

よ

う

で

あ

る

。

１
　

専
用
地
　
四

六
町
一
反

九
畝
↓

計
一
一
四
町

八
反

二
畝

２
　

特
売
地
　

六
八
町
六
反

三
畝
　
　
　
　
　
　
　

（
西
箕
輪
分
）

３
　

一
般
分
収
面
積

西
箕
輪
分
　

五
五
町
○
反

五
畝

南
箕
輪
分
　

七
八
町
六
反

五
畝

↓
計
一
五
七
町
二
反

九
畝

伊

那
分
　
　

二
三
町
五
反

九
畝

各
関

係
市
村
に
お
い
て
収
得
す
べ
き
面
積
の
計

西
箕

輪
　

二
（

九
町
八
反

七
畝

南
箕

輪
　
　

七
八
町
六
反

五
畝

伊

那
　
　
　

二
三
町
五
反

九
畝

こ

の

よ

う

に

し

て

、
四

〇

年
以

上

の
長

期

に

わ

た

る

難
問

題

で

あ

っ

た
御

射

山

の

分

割
問

題

は
解

決

し
、

そ

れ

を
祝

福

し
記

念

す

る

た

め
、

御

射

山

入

口

の
経

ヶ

岳

林

道

端

に

分

割
記

念
石

碑

が
建

て

ら

れ

て

い
る

。
分

割

に

対

す

る
長

年

月

に

わ

た

る
関

係

者

多

数

の

努
力

の
結

果

の
表

現

で

あ

る

と
同

時

に

、

将

来

永

く
元

の

入

会
関

係

住

民

の

脳
裏

に

山

の

尊

さ

と
森

林
愛

護

の
気

持

ち

が

養

わ

れ

る

こ

と

を
願

っ

て

い

る

よ

う
に

思

わ

れ

る

。

㈹
　

蔵

鹿

山

の

う
ち

矢

ノ

南
入

り

の

分

割

矢

ノ
南

入

り

に

つ

い
て

も

、
大

正

五
年

、

次

の

よ

う

な

分

割
協

定

書

覚

え

書

が

作

成

さ

れ

た

。

覚

工
書

西
箕
輪

村
字

蔵
鹿
山
ノ
内
矢

ノ
南
入

り
三
八
二
三
番
地

一
、
原

野
　

弐
拾

八
町

五
反
歩

西
箕
輪
村

…
羽

広

‘
大
萱

・
大

泉
新
田
・
上
戸
・
中
条

ノ
内
殿
屋
敷

南
箕
輪
村
・：
神
子
柴
・
ｍ

畑
・
南
殿
・
北
殿
・
大

泉
　
　
　
　
　
　

〒

右
土
地

ヲ
上
伊

那
郡
長

ノ
調
停
ニ
ョ
リ
左
記
ノ
方
法

ヲ
以

テ
分

割
ス
ル
コ
ト
ニ
協
議

決
定

5 卵
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図5-23　 御射山 分割記念石碑

シ
、
将
来
異
議

ナ
キ
ク
メ
本

書
参

通
ヲ

作
成
シ
関
係
町
村
長

並
ビ
ニ
郡
長

二
於

テ
各
壱
通
ヲ
保
持
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。

一
、
境
界
協
定
方
法

境
界
　

現
在
西
箕
輪
村
図

二
拠

ル
モ
ノ

ト

ス
。
但

シ
、
字
蔵
鹿
山
ト

ノ
境
界

二
付
イ
テ
（

左
記
ノ
方
法

二
依

ル
。

西
箕
輪
村
字
蔵
鹿
山
三
八
二
二
番
、

一
、
原
野
参
百
六
拾
町
歩

西
箕
輪
村
字
蔵
鹿
山
７‐
内
矢
ノ
南
入

り
三
八
二
三
番
、
一
、
原
野
弐
拾
八

町
五
反
歩

前
記
両
筆
ノ
全
部
ヲ
実
測

シ
各
筆
ノ

台
帳
反
別

二
依
り
按
分

シ
テ
其
ノ
境

界
ヲ
定
ム
。

二
、
分
割
整
理
方
法

第
一
条
　

西
箕

輪
村
上

戸
部
落
へ
接
近
地

二
於
テ
壱

町
弐
反
歩

ヲ
其
ノ
専
用

地
ト
シ
テ
西

箕

輪
区

域

二
編
入
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

第
二
条
　

西
箕

輪
村
殿
屋
敷
部
落

へ
接

近
地

二
於
テ
壱
反
壱

畝
歩

ヲ
其

ノ
専

用

地

ト

シ

テ
、
西
箕

輪
村
区
域

二
編
入
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

第
三
条
　
西
箕
輪

村
梨
木

、
殿
屋
敷
用

水
堰
分

水
桝

ヨ
リ
以
下
両
堰
共
河
心

ヨ
リ
両
岸

各

弐
拾
間
以
内

ノ
地
ヲ
、
一
坪

金
四
厘

ヲ
以

テ
関
係
部
落

ノ
専
用
地
ト

シ
テ
特

売
シ
、
西

箕

輪
村
区
域

二
編
入
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

第
四
条
　
区
域
（

南
北

二
区

二
縦
断

シ
南

部
ヲ
西
箕
輪
村

、
北
部

ヲ
南
箕
輪
村

ノ
所
有
地

ト
ス
。

第
五
条
　

立
木
（

分
割
シ
ク
ル
所
属
地

ノ
所
有
ト
ス
。

第
六
条
　

一
般
分
割
方
法
左
ノ
如

シ
。

二

部

落
割
　

弐
分
　

一
、
戸
数
割
　

四
分
　

但

シ
大
正
五
年
四
月

一
日
現
在

本
籍
戸
数

ニ
ョ

ル
　

フ

私
有
田
畑
反
別
割
　

四
分
　

但

シ
、
大
正
五
年
四
月
一
日

現
在
台
帳
反
別

二
依

ル

第

七
条
　
分
割
整
理
費
（

特
売
地
代
金
ヲ
以
テ
之

二
充
ツ
、
前
項
ノ
費
用

二
過
不
足
ヲ
生

ジ

ク
ル
場
合
（

第

六
条
ノ

ー
般
分
割
方
法
ノ
割
合

ニ
ョ
リ
分
配
又
（

徴
収

ス
。

第

八
条
　

将
来
本
協
定

二
疑
義
若

シ
ク
（

係
争
ヲ
生
ジ
ク
ル
楊
合

ぺ

上
伊
那
郡
長
ノ
裁

断

二
一
任

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。

大
正
五
年

七
月
三
日
　
　
　
　
（
氏
名
略
）

（
役
場
文
書
）

こ

の
分

割

協

定

書

は
蔵

鹿

山

と
同

様

、

実

地

に

移

さ

れ

な

い
ま

ま

長

い
年

月

を

経

過

し

て

し

ま

っ
た

。
蔵

鹿

山

分

割

の
際

に

矢

ノ

南

入

り

の
分

割

も

一
緒

に

と

い

う

意

見

も

出

さ

れ

た
が

、

私

有

林

と

の
境

界

が

判

然

と

せ

ず

も

っ

れ

て

し

ま

っ

て

、

矢

ノ

南

入

り

だ
け

最

後

に

残

さ

れ

た
形

に

な

っ

た

。

昭

和

三

二

年

に

至

り

、

御

射

山

、

蔵

鹿

山

が

相

次

い
で

分

割

さ

れ

た

の

で
、

関

係

部

落

と

し

て

は

こ

の
山

の
分

割

に

全

力

を

集
中

す

る

こ

と

に

な

大

蔵

鹿

山

分

割

の
事

後

処

理

の
後

、

昭

和

三

六

年

か

ら

こ

の
山

の
分

割

に

と

り

か

か

っ
た

が

、

こ

こ

に

も

い

く

つ

か

の
問

題

点

が

あ

っ

た

。

そ

の
一

つ
は

、

矢

ノ

南

入

り

の
う

ち

「

セ
イ

キ

が
洞

」

は

明

治

五

年

こ

ろ

ま

で

上

戸
部

落

の
所

有

地

で

あ

っ
た

か

ら

、

そ

の
点

を

充

分

考

慮

し

て

欲

し

い
と

い
う

上

戸

の
主

張

で

あ

る

。

上

戸

部

落

の
主

張

に

よ

る

と

、

廃

藩

置

県
以

前

は

「

矢

ノ

南

入

り

」

と

「

セ
イ

キ

が

洞

」

に

分

か

れ

て

お

り

、

セ

イ

キ

が
洞

は

上

戸

部

落

の

所

有

地

で

矢

ノ

南

入

り

が

入

会

山

で

あ

っ
た

。

そ

の
証

拠

と

し

て

現

在

の
南

入

リ

の
実

測

面

積

は

五

四

町

余

り

も

あ

り

、

台

帳

面

積

は

二

八

町

五
反

歩

で

あ

る

。

そ

れ

を

差

し
引

く

と

二

五

町

歩

が

セ
イ

キ
が

洞

と

な

る

。

上

戸

部

落

は

セ
イ

キ

が

洞

を

自

分

の
山

と

し

て

手

入

れ

も

し

植

栽

も

し

て

来

た

。

ま

た

、
同

地

域

よ

り

の
湧

水

は

昔

よ

り

飲
料

水

と

し

て
用

い
、

租
税

も

宝

暦
時

代

か

ら
明

治

初

年

ま

で

上

戸

部

落

単

独

で

納

め

て

き

た

と

い
う

の
で

あ

る

。

554
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と

こ

ろ

が

、

明

治

八

～

一

〇

年

の
山

野

の
地

租

改

正

に

当

た

り

、

セ

イ

キ

が

洞

も

矢

ノ

南

入

り

の
う

ち

と

し

て

地

券

を

受

け

、
以

後

の
地

租

は

入

会

部

落

全
部

で

分

担

し

て

納

入

し

て

い
る

。

さ

ら
に

、

上

戸

の

主
張

に

対

し

て

セ

イ

キ

が

洞

が
上

戸

の

も

の

で

あ

る

と

い
う

こ

と

は

初

め

て
聞

く

話

で

あ

る

と

か
、

矢

ノ
南

入

り

全

体

を

か

つ

て

は

セ

イ

キ

が
洞

と
呼

ん

だ

の

だ

と

い

う
意

見

な

ど

が
他

部

落

か

ら
出

さ

れ

て
、

上

戸

の

主
張

と
対

立
し

、

全

山

を
分

割

の
対

象

と

す

る

か
、

セ

イ

キ

が

洞

を
分

割

対

象

外

と

す

る

か
で

紛

糾

し

た

。
協

議

の
末

全
山

を
分

割

の
対

象

と

す

る

が
、

地

元

で

あ

る
上

戸

の
希

望

を

く

ん
で

分

割

す

る
線

で

落

ち
着

い

て

い

る

。

二

つ
目

の
問

題

点

は
矢

ノ
南

入

り
に

生

育

し

て

い

る

立
木

で

あ

る

。

か
な

り
大

き

く
成

長

し

て

い

る

立
木

が

あ

り
、

大

正

五

年

に

作

成

さ

れ

た
分

割

協

定

書

で

は

立

木

は
分

割

さ

れ

た
所

属

地

の
所

有

と

す

る
と

し

て

あ

る
が

、

こ

の
立

木

の
価

値

の
上

昇

に

利

害

が

か

ら
み

分

割

の
障

害

に

な

っ

た

の
で

あ

る

。
こ

の
問

題

は
、

昭

和

三

七
年

二

月

現

地

境

界

調

査

の
際

協

議

さ

れ

、

よ

う

や

く

立

木

を

伐

採

処

分

を

し

た
後

分

割

案

を

立

て

る
と

い
う

異

例

の
方

法

で

解

決

を

し

た

。

こ

の
よ

う

に

、

立

木

の
伐

採

処

分

が

行

な

わ
れ

る

こ

と

に

な

っ
た

の
で

、

立

木

の
材

積

調

査

、

伐

採

、

入

札

売

却

、

売

却

金

の
分

配

等

の
た

め

に

一

年

間

の
日

時

を

費

す

こ

と

に

な

っ
た

。

こ

の
後

、

両

村

の
間

で

分

割

の
話

し

合

い

が

進

む

途

中

、

西

箕

輪

村

内

各

部

落

の
意

見

の
く

い
違

い
が

あ

っ
て

や

や

長

引

い
た

が

、

昭

和

四

〇

年

四

月

に

な

り

、

よ

う

や

く

次

の
よ

う

な

分

割

協

定

書

に

調

印

が

行

な

わ

れ
、

分

割

が

実

行

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

。

蔵
鹿
山

の
内
矢
ノ
南
入
り
分
割
協
定
書

伊
那
市
大
字
西
箕
輪
字
蔵
鹿
山

の
内
矢
ノ
南
入
旦

二
八
二
三
番
地
の
分
割
に
つ
い
て
は
、

大
正
五
年
七
月
以
来
各
種
権
利
関
係
者
が
そ

の
必
要
を
感
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
協
議
を
重
ね
て

き
た
が
解
決
に
至
ら
ず
永
年
の
懸
案
と
な
っ
て
い
た
。

時
代

の
推
移
と
経
済
的
進
展
は
森
林
生
産
力
の
向
上
を
計
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
要
請

と
な

っ
て
来
た
。
関
係
者
に
あ

っ
て
は
こ

の
無
立
木
の
粗

悪
林
を
生
産
林
地
と
し
、
又
治

山
保
全
の
全
き
を
期
す
る
た
め
旧

慣
を
改

め
て
速
や

か
に
こ

れ
を
分
割
し
、
新
し

い
方
向

を
定
め
よ
う
と
す
る
声
が
高
ま
っ
て
き
た
。
昭
和
三
十

六
年
十
二
月
よ

り
慎

重
討
議
を
繰

り
返
し
た
結
果

、
今
回
次

の
入
会
地

を
互

譲
の
精

神
に
よ

り
左
記
条
項
を
定

め
て
円
満
に

分
割

し
、
共

有
権
及

び
入
会
権

を
解

消
す
る
協
議

が
成

立
し
た
の
で
、
こ
こ
に
将
来
異
議

の
な
い
こ

と
を
認

め
、
本
協

定
書
参

通
を
作
成

し
関
係
市
町
村
長
及

び
長
野
県
に

お
い
て

各
壱
通

を
保
持

す
る
も
の
と
す
る
。

記

一
、
所
在
地
　

伊

那
市
大
字
西
箕
輪
字
蔵
鹿
山

の
内
矢
ノ
南
入
旦

二
八
二
三
番
地

一
、
面
　

積
　

台
帳
面
積
弐
拾
八
町
五
反
歩
　

実
測
面
積
　

五
拾
壱
・

八
ｈ

一
、
所
有
者
　

伊
那
市
大
字
西
箕
輪

の
内
羽
広
・
大
萱
・
大
泉
新
田
一
・
上
戸
・
中
条

の
内

殿
屋
敷
・
南
箕
輪
村

の
内
神
子
柴
・
田
畑
・
南
殿
・
北
殿
・
大
泉

協
定
事
項

て

伊

那
市
大
字
西
箕
輪
の
内

五
部
落
を
甲
と
し
、
南
箕
輪

の
内
五
部
落
を
乙
と
し
て
、

伊

那
市
大
字
西
箕
輪
字
蔵
鹿
山

の
内
矢
ノ
南
入
旦

二
八
二
二
番
地
原
野
に
対
す
る
共

有
権
及
び
入
会
権
を
解
消
し
左
記
に
よ
り
分
割
す
る
。

二
、
甲
は
第
１
・
２
・
３
・
４
・
５
林
班
に

わ
た
る
全
域
に

つ
き
共
有
権
及
び
入
会
権

の

全
部
を
取
得
し
、
第
６
林
班

の
地
域
に
対
す
る
共
有
権
持
分
及
び
入
会
権
を
放
棄
す

る
。

三
、
乙
は
甲
が
右
共
有
持
分
及
び
入
会
権
を
放
棄
し
た
部
分
第
６
林
班
に
つ
い
て
共
有
権

及
び
入
会
権

の
全
部
を
取
得
し
、
同
山

の
そ

の
余

の
地
域
に
対
す

る
共
有
持
分
及
び

入
会
権
を
放
棄
す

る
。

四
、
甲
乙
と
も
帰
属
山
林
経
営
管
理

の
た
め
林
道
の
開
設
改
良
山
元
土
場
及
び
土
修
羅
架

線

の
設
置
を
必
要
と
す

る
と
き

は
、
合
議

の
上
最
小
限
度

の
土
地

の
使
用
と
利
用

の

自
由
を
妨
げ
な
い
も
の
と
す
る
。

五
、
林
道
新
設
に
要

す
る
費
用

の
分
担
は
取

得
面
積
割
と
す
る
。

六
、
用

水
路
は
相
互
に
こ
れ
を
保
護
す
る
も
の
と
し
、
改

良
附

け
替
え
等
の
必
要

あ
る
と

き
は
協
議

の
う
え
土
地
使
用

の
自
由
を
妨
げ
な
い
も

の
と
す
る
。

七
、
伐
採
木
搬
出
、
第
四
項
及
び
第

六
項

の
事
業
実
施
の
た
め

の
土
地
使
用
は
必
要
最
小

弱5



第５章 入会山野と村の生活

伊那市 大字西箕輪

宇蔵 鹿山の内矢南 入

3,823 番地

台帳面 積　28 町 ５反 歩

実測面積　51.80 ha

／

林
道

／
Ａ
Ａ

水
路

「

」
」
〕

南
箕
輪
取
得
地

限
に
と

ど
め
無
償
と
し
、
立
木
に
損
傷
を
及
ぼ
す
と
き

は
時
価
に
よ
り
補
償
料
を
支

払
う
も

の
と
す
る
。

八

、
こ

の
地
域
内
に
お

い
て
治
山
及

び
第
四
項
並

び
に
第
六
項

の
事
業
実
施

の
た
め
、
必

要

の
石
擦
、
切
芝
等

の
採
取

は
協
議

の
う
え
自
由
に
許
容
さ
れ
る
も

の
と
ナ
る
。

九
、
分
割
登
記
に
あ
た
り
て

は
土
地
台
帳
面
積
を
実
測

の
比
例
に
よ
り
按
分
す

る
。

一
〇
、
こ

の
協
定
に
使
用
す

る
図
面

は
昭
和
三
十

七
年
二
月
二
十

七
日
上
伊
那
地
方
事
務

所

の
測
量
し

た
三
千
分

の
一
に
よ

る
。

一
一
、
こ

の
協
定
事
項

の
実
行
に
あ

た
り
疑
義
を
生
じ
た
と
き
は
、
調
停
者
に
一
任
す
る

も

の
と
す

る
。

昭
和
四
十
年
四
月
二
十

八
日
　
　

管
理
者
　

伊
那
市
長
　

原
　
　

賢
一

西
箕
輪
分
割
委
員
長
　

清
水
今
朝
義

林班 面　積 耶 器陽

１ 9.58ha 羽　　広

２ 5.08 大　　萱

３ 2.87 大泉新ﾖ

４ 1.44 殿 屋 敷

５ 16,28 卜　　 う
ヱ　　 ノ

６ 旧巧5 南 箕 輪

計 51,80

図5-24　 蔵鹿山の内矢ノ南入り分割図

委
員
　
　
　
一
四
名
（
氏
名
略
）

管
理
者
　
南
箕
輪
村
長
　
清
水
　
国
人

南
箕
輪
分
割
委
員
長
　
　
山
崎
　
正
義

委
員
　
　
　
　
九
名
（
氏
名
略
）

調
停
者
長
野
県
林
務
部
長
　
金
井
太
郎

分
割
に
よ

っ
て
南
箕
輪
村
及
び
西
箕
輪
各
部
落

の

収
取
し
た
面
積
は
次

の
よ
う
で
あ
る
。

林
班
　
　
面
　
積
　
　
取
得
部
落

１
　
　
九
、
五
八
ｈ
　
　
羽
広

２
　
　
五
、
〇
八

″
　

大
萱

３
　
　
二
、
八
七

″

大
泉
新
田

４
　
　

二

四
四

″
　

殿
屋
敷

５
　
一
六
、
二
八

″
　
　
上

戸

６
　
一
六
、
五
五

″
　

南
箕
輪

計
　
五
一
、
八
〇

″

（
図
５
－
2
4
）

（
役
場
文
書
）

二
　

分
割
後
の
運
営
と
村
有
統
一
化

日
　
大
泉
所
山
・
北
沢
山
の
村
有
統
一
化

部
落
有
財
産
、
特
に
入
会
地
の
村
有
統
一
化
に
つ
い
て
は
明
治
末
期
以
降
鋭
意

努
力
が
続
け
ら
れ
、
入
会
原
野
に
つ
い
て
は
大
正
三
年
の
契
約
に
よ
っ
て
北
原
、

大
芝
原
、
三
本
木
原
の
三
原
野
が
村
有
に
統
一
さ
れ
、
入
会
薪
山
は
こ
れ
に
引
き

続
い
て
村
有
統
一
化
が
進
め
ら
れ
た
。

大
正
八
年
、
村
け
各
区
に
対
し
大
泉
所
山
・
御
射
山
・
北
沢
山
等
の
村
有
統
一

化
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
各
区
は
区
総
集
会
を
開
き
区
民

の
意
見
を
聞
い
て
村
長
あ
て
報
告
書
を
出
し
て
い
る
。
そ
の
塩
ノ
井
区
の
報
告
書

5邱
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を

一
例

と
し

て
掲

げ

て
見

よ

う

。

報
告
書

二

大
泉
所
山
、
御
射
山
、
南
北
両
沢
其

ノ
他
入
会
地
ノ
性
質

ヲ
帯

ピ
ク
ル
箇
所

二
就
イ

テ
（

当
部
落
（

、
其
ノ
所
有
権
及

ビ
入
会
権
ト
ヲ
全
然
村
有

二
帰
属

セ
シ
ム
ル
コ
ト

ニ
対

言

ア
（

Ｉ
般
異
議

コ
レ
無

ク
候

二
付
キ
、
此
ノ
段
御
報
告
申

シ
上
ゲ

マ
ス
。

大
正
八
年
八
月
廿
六
日
　
　

塩
ノ
井
区
長
　

塵

局
慎
二
⑩

南
箕

輪
村
長
征
矢
友
三
郎
殿

（
役
場

文
書
）

各
区

共

村

有

統

一
化

に

つ

い
て
賛

成

の
報

告

が

な

さ

れ

て

お

り
、

こ

れ

に

よ

っ

て
、

大

正

九
年

コ

ー
月

三

日
部

落

有

財

産
統

一
に

関

す

る
議

案

が

「
南

箕

輪

村

部

落

財

産
「

別

冊

覚

工
書

記

載

ノ
条

件

二
基

ヅ

キ
統

一
整

理

ス

ル

モ

ノ

ト

ス
」

と
し

て
提

案

さ

れ
、

同

日

決

議

さ

れ

て

い

る

。

こ

の
覚

え

書

の
第

二

二

、

三

条

に

は

次

の
よ

う

に

記

載

さ

れ

て

い

る

。

第
一
条
　

南
箕
輪
村
字
北
沢

八
三
〇

八
番
山
林
実
測
面
積
千
弐
百
弐
拾
町
七
反
五
畝
歩
、

南
箕
輪
村
字
中
野
原
八
三
〇
六
番
ノ
内
一
号
原
野
反
別
四
町
五
反

六
畝
弐
拾
壱
歩
、
伊

那
町
地
籍
大
字
南
沢
、
神
名
沢
、
原
山
寺
社
平
山
林
実
測
面
積
子
弐
拾
壱
町
六
反

廿
四

歩
、
及
ビ
西
箕
輪
村
字
御
射
山
六
四
六
七
番
ノ

ー
、
同

番
ノ
ニ

原
野
反

別
四
百

八
拾
六

町

二
対
ス
ル
、
南
箕
輪
村
久
保
北
割
・
久
保
南
割
・
大

泉
・
北

殿
・
南
殿
・
田

畑
・
神

子
柴

・
沢
尻
各
部
落
ノ
入
会
権
及
ピ
其
ノ
持
分

ヲ
無
償
無
条
件

ニ
テ
本

村

有

二

統

一

ス
。

第

二
条
　
南
箕
輪

村
大

泉
所

二
三
五
七
番

ノ
イ
号

一
ヨ
ジ
イ
号

九
二
至

ル
九
筆
山
林
反
別

八
百
六
拾
四
町

二
対

ス
ル
、
南
箕
輪
村

久
保
北
割

・
久

保
南
割

・
大

泉
・
北
殿
・
南
殿
・

田
畑

・
神
子
柴

・
沢
尻

各
部
落

ノ
入
会
権
及

ビ
持
分
ヲ
無
償
無
条
件

于
ア
本
村
有

二
統

一

ス
。

第
三
条
　

西
箕
輪
村
字
蔵
鹿
山
三

八
二
二
番
原
野
反
別
参
百

六
拾
町
歩
、
字
蔵
鹿
矢
ノ
南

入

旦

二
八
二
三
番
原
野
反
別
弐
拾

八
町
五
歩
（

、
現
在
ノ

マ
マ
部
落
有

ト

シ

テ

存
置

シ
、
暫

ク
村
長
管
理

二
移

シ
、
追

ツ
テ
適
当
ノ
方
法
ヲ
講
ジ
整
理
ス
。

（
役
場
文
書
）

こ

れ
を
み
る
と
、
大
正
九
年
の

コ

ー月
三
日
に
、
第
一
条
で
北
沢
山
・
南
沢
・

神
名

沢
・
原

山
寺
社
平

・
御

射
山
の
、
第

二
条
に
お
い
て
大

泉
所
山
の
村
有
化

か

書

い
て
あ
宍

議

会
に

お
い
て
そ
れ
が
承
認

さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ

の
段
階
で

は
、
大
泉
所
山

が
け

が
実
地

の
分
割

が
済

ん
で
い
た
の
み

で
、

ま
だ
、

公
簿
上

の
分
割
が
未
済
で

あ
り
、
他

の
入
会
山
で

は
ま
だ
実
地

の
分
割
も
で

き
て

い
な

か
っ
た
。
し

た
が

っ
て
、
分
割
を
予
想
し
て
各
部
落

の
入
会
権
及

び
そ

の
持

分
を
無
償
無
条
件
で
村
有
に
統
一
す
る
こ
と
に
し

た
も

の
と
み
ら

れ
る
。

し
か
し
、
実
際
分
割
後
の
山
の
運
営
は
こ
の
決
議
と
幾
分
異
な

っ
た
形
と
か

っ

て
い
る
。
大
泉
所
山
に
つ

い
て
は
大
正
五
年
分
割
協
定
書
覚
大
書
に
も
、
全
部
落

が
入
会
権
を
持
っ
て
い
た
た
め
か
、
割
り
受
け
分
け
一
括
し
て
南
箕
輪
分
と
記
載

さ
れ
て
お
犬

南
箕
輪

割
り
受
け
分
は
各
部
落

へ
再
分
割
す
る
気
配

は

全

く

無

く
、
大
正

九
年

の
「
覚

え
書
」
に

よ
っ
て
薪
山
の
う
ち
で
最

も
早
く
村
有
に

統
一

さ

れ
た
の
で
あ

る
。

北
沢
山
・
南
沢
山
等

は
、
大
正

九
年

の
村
議
会
に

お
い
て
村
有
統

一
化

が
議

決

さ

れ
て
も
、

ま
だ
、
伊
那
町
・
西
箕
輪
村
と

の
入
会
関
係

が
続

い
て
お
り
、
昭
和

七
年
に
な

っ
て
入
会
権

の
解
消
、
分
割
が
成
立
し

た
の
で

あ
っ
て
、
こ

の
段
階
に

な

っ
て
初

め
て
実
質
的
な
村
有
化
か
実
現
し

た
も

の
と
考
え
ら

れ
る
。

≒
　

蔵
鹿
山
・
御
射
山
・
矢
ノ
南
入
り
の
管
理
運
営

蔵
鹿
山
に
つ

い
て
は
大
正
九
年

の
覚
え
書
で
は
当
分

の
間
部
落
有

の
ま
ま
存
置

す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
が
、
昭

和
八
年

八
月
の
統
一
委
員
及
び
区

長
合
同

会
議

提
案
に

よ
っ
て
、
入

会
外

三
部
落
加

入
等
に
関

す
る
既
存
権
益
五
部
落

懇
談
会
が

持

た
れ
、

さ
ら
に
、
統

一
委
員

全
員
協
議

会
に

お
い
て
分

割
後
の
村
有
統

一
化

が

決
定

さ
れ
て
い
る
。
蔵

鹿
山
に
対
し

て
は
、

久
保
・
塩
ノ
井
・
沢
尻

の
三
部
落

は

入
会
権

を
持

っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
北
原
・
大
芝

・
南
原

等
の
新
し
い
部
落

と
共

に
、
北
原
林
野
村
有
化

の
際

の
神
子
柴
部
落

の
例
に

な
ら
い
権
利

を
取
得

す
る
方
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式

が

定

め

ら

れ
、

昭

和

二

四

年

七
月

蔵

鹿

山

分

割

に

つ

い
て

の
委

員

会

の
席

に

お

い

て
も

、

こ

の

こ
と

を
再

確

認

の

う
え

決

議

し

て

い

る

。
し

か
し

、

昭

和

三

二

年

コ

ー月

の
分

割

後

は
村

有

と

い

う

こ

と
に

は
成

ら

ず
、

三

三

年

に

今

ま

で
入

会

権

を
持

だ

な

か

っ

た
部

落

の
代

表

を
準

委
員

と
し

て
参

画

さ

せ

る
形

の
、

蔵

鹿

山
運

営

管

理

委
員

会

を
発

足

さ

せ
、

造

林
撫

育

等

の

運
営

管

理
に

当

た

る

こ

と

に

な

っ

た

。そ

の

後
、

村

に

植

林

を

委

託

し

、

昭

和

三

四

年
以

後

多

額

の
村

費

を

投

じ

て

全

村

的

立
場

で

造

林

を
行

な

い
、

四

一

年

に

は

入

会

林

野

整

備

組

合

が

成

立

、

さ

ら

に

、

四

三

年

に

蔵

鹿

山

・

御

射

山

・

矢

ノ

南

入

り

を

そ

の
対

象

地

域

と

す

る

南

箕

輪

生

産

森

林

組

合

が

設

立

さ

れ

た

。

こ

の
生

産

森

林

組

合

に

は

入

会

権

を

持

た

な

か

っ

た
部

落

も

、

前

記

の
昭

和

八

年
以

来

の
村

有

化

の
勣

き

の
精

神

と

、

全

村

的

立

場

で

の
植

林

に

対

す

る

費

用

、

労

力

の
負

担

が

考

慮

さ

れ

て

加

入

が

認

め
ら

れ

た

の
で

あ

る

。
し

か
し

、

山

に

対

す

る

権

利

の
差

を

組

合

加

入

の
口

数

の
差

と

し

て

残

す

こ

と

に

よ

っ
て

、

全

村

的

な

生

産

森

林

組

合

と

し

た

の
で

あ

る

。

御

射

山

に

つ

い

て

は
、

大

正

九

年

の
覚

え

書

に

は
村

有

統

一
化

が

決

議

さ

れ

て

い

る
に

も

か

か

わ

ら

ず
、

昭

和

三

二
年

の
分

割

後
、

次

の

よ

う

な
覚

え

書

が
作

ら

れ

た

。
御

射
山
分

割
に
よ
る
南
箕
輪

側
取
得
地

に
関

す
る
覚
え
書

永
年

の
懸
案

で
あ
っ
た
伊

那
市
大
字
西
箕
輪
字
御
射
山
面
積
弐
百

七
拾
弐
町
壱
反
壱
畝

の

分
割
が
南
箕
輪
村
長
並
び
に
各
関
係
部
落
の
協

力
に
よ
り
、
昭
和

三
十
二
年
四
月

十
八
日

目
出
度
く
協
議
が
成
立
し
調
印
と
な
っ
た
。
依
っ
て
本
村
側
取

得
地
の
処
理
に
つ
い
て
種

々
協
議
の
結
果
、
関
係
部
落
は
左
記
条
項
に
よ
り
植
栽
維
持
管
理
処
分

等
に
当

た
る
こ
と

と
し
、
将
来
異
議
の
な
い
こ
と
を
認
め
、
本
覚
え
書
九
通
を
作
成
し
、
各
関

係
部
落
及
び

南
箕
輪
村
に
於

い
て
各
壱
通
を
保
有
す
る
も
の
と
す
。

記

一

、
伊

那
市
西
箕
輪
字
御
射
山

六
四
六

七
番
地

の
内
、
南
箕
輪
取
得
地
七
拾
八
町
六
反
五

畝
に
つ
い
て
は
南
箕
輪
村

神
子
柴

・
田
畑

・
南
殿

・
大
泉
・
久
保
・
塩

ノ
井
・
沢
尻

の
八
部
落
の
所
有
と
し
、
八
部

落
よ
り
保
存

分
割

登
記

を
完
了
す

る
も
の
と
す

る
。

二
、
所
有
者
八
部
落
は
、
各
二
名
の
委
員
を
選
出
し
合
議
制

に
よ
り
管

理
運

営

に

当

た

る
。

≒

造
林
撫
育
を
村
に
委
託
す

る
場
合
は
、
村
に
於
て
施
業
し
た
分
の
処
分
に
際
し
各
部

落
は
分
収
額
の
一
割
を
施
行
費
と
し
て
村
に
支
払
う
。

四
、
税
金
そ

の
他
に
要
す

る
諸
費
用
は
分
収
率
に
よ
り
各
部
落
の
負
担
と
す

る
。

五
、
分
収
方
法
は
次

の
通
り
と
し
、
大
正
五
年
現
在

の
数
字
に
よ
る
。

部
落
別
　

三
分
　

戸
数
割
　

三
分
　

地
価
割
　

二
分

面
積
割
　

二
分

（『
入
会
山
分
割
史
』
）

な
お
、
右
に
よ

る
部
落
別
分
収
割
合

は
左
記

の
通
り
と
す

る
。

沢 塩 久 神 ｍ 南 北 大
計　 ノ　 子

尻 井 保 柴 畑 殿 殿 泉

部

落

一　　 一 一 一 一 一 一

〇 六 八 三 二 五 〇 六 七

○　 ● ・　 ●　・ ・　 ●　・ ・
・ 二 ∧ 四 二 一 五 六 九
〇 〇 〇 〇 三 一 四 三 〇 ％

％

－－
七　　 －　 一　 一 三
八 四 六 〇 九 一 八 三 昌

●　●　４　●　●　ｉ　　啄　●　　
＿

六 八 九 五 六 八 二 〇
昌

五 八 二 四 二 八 九 八 畝

面

積

さ
ら
に
、
昭
和
三
四
年
四
月
一

八
日
御
射
山
運
営
管
理
委
員
会
規

約
が
作
ら
れ
て
運
営
委
員
会
が
発

足
し
、
旧
入
会
権
を
持
っ
た
八
部

落
の
共
有
と
し
て
運
営
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

蔵
鹿
山
の
う
ち
矢
ノ
南
入
り
に

つ
い
て
は
、
分
割
後
そ
の
処
理
に

つ
い
て
五
部
落
に
よ
っ
て
覚
え
書

が

作

ら

れ

て

い

る

。

記

一
、
伊
那
市
大
字
西
箕
輪
字
蔵
鹿
山
の
内
矢
ノ
南
入
旦

二
八
二
三
番

地
の
内

南
箕

輪
取

得

一
六

‘
五
五
ｈ

に

つ
い
て
は
関
係
部
落
大
泉
・
北
殿
・
南
殿
・
田

畑
・
神
子
柴

の
五

部
落
に
よ

宍

保
存
分
割
登
記
を
完
了
す
る
も
の
と
す
る
。

二
、
前
記
取
得
地

は
、
従

っ
て
関
係
部
落

の
専
用
並
び
に
管
理
に
属

す
る
。
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ミ

前
記
五
部
落
は
次
の
方
法
に
よ
り
分
収
す
る
こ
と
を
約
す
。

巾
　

五
割
を
大
正
五
年
現
在

の
関
係
部
落
平
均
割
二
分
、
地
価
割
二
分
、

面

積

割

二

分
、
戸
数
割
四
分
と
す
る
。

○
　

五
割
を
昭
和
三
十
三
年
五
月
三
十
一
日
現
在

の
戸
数
割
五
分
、
面
積
割
五
分
と
す

る
。

四
、
前
記
五
部
落

は
各
二
名

の
委
員
を
選
出
し
、
合
議
制
に
よ
り
管
理
運
営
に
当
た

る
。

五
、
税
金
そ

の
他
造
林
保
育
及

び
運
営
等
一
切

の
諸
費
用
は
、
分
収
率
に
よ
り
五
部
落
の

負
担
と
す

る
。

六
、
前
記
第
三
項
に
よ

る
部
落
分
収
割
合
は
次

の
通
り
と
す

る
。

大
泉
　

二
五
・
〇

七
％
　

北
殿
　

二

ご
丁

一

八
七
％
　

南
殿
　

一
四
・
二
三
一
％

田
畑
　

二
〇

‘
八
二
五
％
　

神
子
柴
　

一
六
・
六
八
七
％

昭
和
四
十
年
四
月
三
十
日

五
部
落
委
員
　

署
名
捺
印
（
略
）

（
入
会
山
分
割
史
）

矢

ノ
南

入

り

は
こ

う

し

て

入

会

権

を
持

っ

て

い

た
五

部

落

の
共

有

と
し

て
残

さ

れ
、

五

部

落

よ

り
各

二
名

ず

つ
選

出

さ

れ

た

委
員

の
合

議

制

に

よ

り
運

営

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

。

し

か
し

、

御

射

山

、

矢

ノ
南

入

り

の
両

山

は

共
に

蔵

鹿

山

と
同

様

造

林

が
村

に

委
託

さ

れ

て

全
村

的

な
力

で

植
林

さ

れ

た

こ

と

と
共

に

、

昭

和

四

一
年

法

律

第

一

二

六
号

「

入

会
林

野

等
に

係

る
権

利

関

係

の

近
代

化

の
助

長

に
関

す

る
法

律

」

に

基

づ

い

て
、

各

山

ご

と
に

入

会

林
野

整

備

組
合

が
作

ら

れ
、

こ

の

組

合

の

整

備
計

画

に

基

づ

き
、

南

箕

輪

生

産
森

林

組
合

の
発

足

と

共

に
、

権

利

の
差

に

よ

る

保

存

口

数

に

差

を

持

つ
形

で

、

全

村

的

な

生

産
森

林

組

合

の

山

と

し

て

運

営
管

理

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ
た

の

で

あ

る

。

第
七
節
　
昭
和
の
森
林
育
成
と
そ
の
経
営

一
　

大
泉
所
山
の
植
林

入
会
山
の
分
割
、
入
会
権
の
解
消
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
山
林
の
適
切
な
管
理
運

営
が
で
き
る
か
ら
と
い
ゲ
こ
と
が
理
由
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
乱
伐
に
よ
っ
て

は
げ
山
と
な
っ
た
所
に
は
植
林
を
す
こ
る
と
が
当
然
の
要
請
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
植
林
の
方
法
に
つ
い
て
村
当
局
と
地
元
で
あ
っ
た
大
泉
部
落

と
の
間
に
意
見
の
対
立
が
生
ま
れ
た
。
国
は
既
に
植
林
の
早
期
実
現
拡
大
の
た
め

大
正
九
年
官
行
造
林
方
式
に
よ
る
植
林
を
奨
励
し
始
め
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、

村
当
局
は
こ
の
官
行
造
林
方
式
に
よ
っ
て
大
泉
所
山
分
割
割
り
受
け
地
四
百
町
歩

余
を
営
林
地
域
と
す
る
計
画
を
立
て
、
次
の
よ
う
な
議
案
を
村
議
会
に
提
出

し

た
。議

案
第
三
十
三
号

本
村
公
有
林
野
中
別
紙
内
訳
書
記
載
ノ
箇
所
見
込
面
積
合
計
四
百
四
町
壱
反

八
歩
ヲ
営
林

地
区
ト

シ
テ
、
左
記
条
項
ヲ
以
テ
公
有
林
野
官
行
造
林
法

二
拠
ル
造
林
契
約
ヲ
締
結
ス
ル

モ
ノ
ト

ス
。

但

シ
、
議
決
ノ
精
神

二
反

セ
ザ
ル
範
囲
内

二
於
テ
大
林
区
署
長
ト
ノ
協
議
ニ
ョ
ル
場
合

（

其
ノ

ー
部
ヲ
村
長
限
り
変
更
契
約
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
。

大
正
十
三
年
十
一
月
十
日

提
出
　

南
箕
輪

村
長
　

倉
田
　
正

記

一
、
栽
植
予
定
樹
種

二

栽
植
予
定
期
間

一
、
伐
採
予
定
期
間

二

存
続
期
間

一
、
分
収
歩
合

へ
ん
ぱ
く（
ひ
の
き
）

扁

柏
　
　

落

葉

松

自
大
正
十
四
年
至
大
正
二
十
三
年

自
大
正
六
十
四
年
至
大
正
八
十
三
年

自
大
正

十
四

年
至
大
正
八
十
三
年

国
五
分
　

町
村
五
分

拾
力
年

弐
拾
力
年

七
拾
力
年

559
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公
有
林
野
官
行
造
林
地
施
行
申
請
地
内
訳
書

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
二
三
五
七
　
イ
号
ノ

ー
　
イ
号
ノ

ー
○
　
イ
号
ノ

ー
一

台
帳
面
積
　
三
百
五
拾
八
町
三
畝
弐
拾
六
歩
（
実
測
面
積
四
百
町
四
反
壱
畝
八
歩
）

（
役
場
文
書
）

こ
の
議
案

は
一
五
年
八
月

造
林
面
積

を

コ

ー
九
町

二
反

五
畝
に
減
ら
し
て
提
案

さ
れ
議
会
に
お

い
て
決
定
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
植
林
計
画
に
対
し
大

泉
区

か
ら
強

い
反

対
が
出
た
の
で
あ
る
。
大

泉
所
山
は
大

泉
区

が
入
会
時
代

の
山
元

で
あ
り
、
同

山
に
水
源
を
求
め
て
五

加
部

落

養
水
の
土
井
か

お
り
、
古

く
か
ら
水
源

か
ん
養
の
た
め
真
剣
な
努
力
を
し
て
き

て
い
る
。
例

え
ば
天

保
一
四

年
（
一
八
四
三

か

ら

弘
化
四

年
（
一
八
四
言

に
か

け
て
の
江
戸
奉
行

所
ま
で
出
て
の
大

泉
所
山
論
は
こ
の
水
源

の
枯
渇
を
憂
え
て
の

頑
張

り
で
あ
り
、
明
治

六
年

か
ら
一
二
年
に

か
け
て
は
幾
度

か
水
利
権

に
つ

い
て

紛
争

が
起

き
、
水
利
権
擁
護

の
た
め
に
部
落

を
あ
げ
て
努
力
し

て
き
て
い
る
。
入

会
山

の
利
用
と

い
う
点
で

も
こ
の
山
を
最

も
活
用
し

て
き
た
の
は
山
元

の
大

泉
で

あ
り
、
そ

の
た
め
入
会
山

の
保
護
に

つ
い
て
も
最
も
関
心

が
高

か
っ

た

の

で

あ

る
。
こ

の
よ

う
な
歴
史
的
経
過

か
ら
生

ま
れ
る
大
泉
所

山
に
対

す
る
大

泉
区
民

の

心
情
が
、
官
行
造
林
に
反

対
す

る
檄
文
を
全
村
に
配
布

さ
せ

る
こ
と
に
な

っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

そ
の
檄
文
の
主
旨
は
、「
官
行
造
林
の
目
的
は
無
立
木
山
野
に
対
し
経
営
資
力

な
き
貧
弱
町
村
に
植
林
さ
せ
る
の
が
目
的
で
あ
る
。
本
村
は
自
己
の
林
野
に
対
し

経
営
資
力
の
な
い
貧
弱
な
町
村
で
は
な
い
。
吾
等
の
先
輩
は
大
芝
・
北
原
∴
二
本

木
原
等
に
村
営
植
林
を
し
て
県
下
の
模
範
林
を
造
成
し
て
来
た
。
然
る
に
今
我
々

が
大
泉
所
山
を
官
行
に
依
託
す
る
ご
と
き
は
先
輩
に
対
し
て
顔
向
け
が
で
き
な
い

で
は
な
い
か
。
大
泉
所
山
は
四
〇
町
程
度
の
植
林
と
他
に
多
少
の
補
植
程
度
で
充

分
で
、
平
等
に
夫
役
を
な
せ
ば
苗
木
代
三
〇
〇
円
程
度
で
足
り
、
村
の
経
済
に
大

き
な
負
担
に
は
な
ら
な
い
の
に
、
四
〇
〇
町
余
を
人
手
に
渡
し
て
顧
み
ざ
る
が
ご

と

き

は
町

村

自

治

の
本

義

に

も

と

る

」
、

と

い
う

こ

と

に

あ

っ

た

。

こ

の
反

対

論

は
、

大

泉

所

山

の
植

林

を

必

要

と

す

る

面

積

に

つ

い
て

の
認

議

に

村

と

の
問

に

大

き

な

食

い
違

い
が

あ

る

が

、
反

対

論

者

も

「

赤

誠
以

て

本

村

将

来

の
発

展

を

希

望

す

る

」

と

あ

り

、

こ

の
こ

と

は
村

当

局

に

お

い
て

も

当

然

充

分

に

考

慮

し

た
上

で

の
こ

と

で

あ

っ
た

と

考

え

ら

れ

、

村

会

は
水

利

権

擁

護

と

山

の
経

営

を

判

然

と

区

別

し

、

水

利

権

擁

護

に

つ

い
て

は
次

の
よ

う

な

協

定

を

結

石

こ

と

に

よ

っ
て

反

対

者

を

説

得

し

た

。

議
案
第
六
号

大
泉
所
山

二
関

ス
ル
覚

工
書
協
定
議
案

大
正
十
五
年
十
一
月
十

六
日
本
村
字
大
泉
所
山
造
林

二
関

ス
ル
左
記
協
定
覚

工
書
ヲ
認
定

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。

昭
和
二
年
一
月
十
八
日

提
出
　

決
議
　

南
箕
輪
村
長
　

旦

戸
伝
章

覚

工
書

上
伊
那
郡
南
箕

輪
村
字
大

泉
所
山
造
林

二
関

シ
円

満
協

定
ス
ル
コ
ト
左
ノ
如

シ
。

記

て

大

泉
主
張

ノ
水
利
ヲ
保
全
ス
ル
為

官
行

造
林
契
約
締

結
ノ
際
附

帯
条
件
ト

シ
テ
水
利

保
全
ヲ
国
卜
契

約
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

二
、
一
ノ
沢
右
岸
官
行

造
林
契

約
書
以
外

ノ
羽

広
へ
通

ズ
ル
道
路
以
下
面

積
九
反

五
畝
弐

拾

五
歩
ヲ
大

泉
部
落

二
地

上
ノ
採
取
権

ヲ
永

久
二
専

有
セ
シ
ム
。

三
、
大

泉
・
大

泉
新
田
・
吹
上

三
部
落
特

売
地

二
接
続

セ
ル
保
安
林

ヲ
大

泉
部
落

へ
依
託

保
護

セ
シ
メ
、
収

益
分
収
（

官
行

造
林

卜
同

一
歩
合

卜
定

ム

但

シ
、
右
（

村

会
ノ
議
決

ヲ
経

テ
効
カ

ヲ
生
ズ
ル
モ
ノ
ト

ス
　
以
上

大
正

十
五
年
十
一
月

十
六
口

上
伊

那
郡
南
箕
輪
村
　

清

水
忠

隆
他
大
泉
代

表
七
名
（
略
）

南
箕
輪
村
長
　

旦

戸
伝
章

同
　
　

助
役
　

倉
田
　
　

準

り
　
　
書
記
　

有
賀
　

義
次

5 卯
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″

林
業
技
術
員
　

太
田
　

徳
重

長

野

県

属

高
山

高
良

地

方
事
務
官
　

杉
原
　

定
寿

（
役
場
文
書
）

こ

う
し

て
官

行

造
林

案

は
村

会

に

お

い

て
議

決

さ

れ
、

昭

和

三
年

三

月

一

三
〇

町

歩

の
官

行

造
林

契

約

が
結

ば

れ
、

同

年

四

月

三

日
官

行

造
林

事
業

の
起

工

式

を

行

な

っ

て

い

る

。

さ

ら
に

、

役

揚

文

書

に

よ

れ

ば
第

二

次

官
行

造
林

契

約

に

際

し

、

追

加

と
し

て
新

た
に

二

二

二
町

八
反

八
畝

の
官

行

造
林

契

約

方

を
申

請

す

る

こ

と
に

し

て

い

る

。

議
案
第
四

一
号

本
村
大

泉
所

山
二
対

ス
ル
公

有
林
野
官
行

造
林
（

昭
和

二
年
三
月

二
十
五
日
契
約
締
結
済

ノ
処
、
更

二
別
紙
内
訳

書
記
載

ノ
箇
所
、
実
測
面
積
弐
百
弐
拾
弐
町

八
反

八
畝
歩

二
対

シ

左
ノ
通

り
追
加
契
約
方
ヲ
東
京
営
林
局

二
申
請

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。

昭
和

九
年

七
月
十
日
提
出
　
　

同
日
決
議上

伊

那
郡
南
箕
輪
村
長
　

倉
田
友
幸

記

一

、
植
栽
予
定
樹
種
　

扁
柏
・
落
葉
松
・
赤
松

一
、
栽
植
期
間
　
　
　

自
昭
和
十
一
年
　

至
昭
和
十

七
年

一

、
伐

採
予
定
期
間
　

自
昭
和
五
十

一
年
至
昭
和

八
十
年

て

存
続
期
間
　
　
　

白
昭
和

九
年
　
　

至
昭
和

八
十

一
年
　

七
十
三

ヵ
年

（
役
揚
文
言

こ

う
し

て
大

泉

所

山

は
本

村

最

初

の
官

行

造

林

地

と

な

り
、

大

部

分

が
官

行

造

林

方

式

に

よ

っ

て
営

林

さ

れ

た

。

な

お
、

昭

和

二
年

七
月

に

は
村

の

「
官

行

造
林

地

保
護

及

び

産

物
採

取

条
令

」

を
制

定

し
、

保
護

育

成

に

努

め

て

い

る

。

そ

の

後
、

官
行

造

林

地

は

昭
和

三

一

～

五

一
年

の

間
に

伐

採

が
行

な

わ

れ
、

官

行

造

林
契

約

は
解

除

さ

れ
、

跡

地

は
村

有

林

と

し

て
村

に

よ

っ

て

造

林

が
行

な

わ

れ

て

お

り

目
下

保
護

育

成
中

で

あ

る

。

一

一

北
沢
山
の
植
林

北

沢

山
に

対

す

る

植
林

は
、

入
会

権

の
解

消

分

割

前

、

既
に

大

正

六
年

「
公

有

林

野

造

林

二
関

ス

ル
議

案

」

が
村

議

会

に
提

案

、

即

日
可

決

さ

れ

て

お

り
、

北

沢

山
本

村

持

ち
分

の

う

ち

Ｉ
〇

町

歩

に

対

し

、

大

正

七
年

に

県

の
公

有

林

野

造

林

補

助

金

を
受

け
、

費

用

三

八

九
円

で
扁

柏

三
万

本

を

植
林

し

て

い
る

。（
『
役
場

文
書
』
）

さ

ら
に

、

昭

和

一
〇

年

に

な

っ

て

次

の

よ

う
に

北

沢

山
に

対

し

て

も
大

泉

所

山

官
行

造

林

の

追
加

契

約

の
形

で

官
行

造
林

の
契

約

が
結

ば

れ

て

い

る

。

九
造
契

約
第
三
三
三
号

公

有
林

野
官
行

造
林
変
更
契
約

書

昭
和

弐
年

三
月

二
十

五
日
当

事
者
間

二
締
結

シ
ク
ル
公
有
林
野
官
行
造
林
契
約
中
左
記

ノ

通
り
変
更

シ
タ
ル
ニ
付

イ
テ

ベ

双
方
署
名
捺
印

ノ
上

各
壱
通
ヲ
領
収

シ
置

ク

モ

ノ

ト

昭
和
拾
年

七
月

八
日
　
　
　
　
　
　

東
京
営
林
局
長
　
　
　
　
　
　

永
松
陽
一
⑩

上
伊

那
郡
南
箕
輪
村
代
表
者
　

田̈
　
　

ｐ

上
伊

那
郡
南
箕
輪
村
長
　
　
　

兪
　

友
幸
回

記

一
、
左
ノ
造
林
地
ヲ
追
加

ス

信
濃
国
上
伊

那
郡
南
箕
輪
村
字
北
沢
山

八
三
〇
八
番
ノ

ー

台
帳
面
積
壱
千

六
百

八
町
四
畝
拾

八
歩
ノ
内

此
実
面
積
　
　

弐
百
参
拾
壱

ヘ
ク
タ
ー
ル
参

ア
ー
ル

但

シ
、
別
図
面
通

り
（
図
面
略
）

二
、
次

ノ
樹
種

ヲ
追
加

ス
　
　

赤
松

三
、
植
栽
予
定
期
間

ヲ
自
昭
和
弐
年
至
昭
和
拾

六
年
、
拾
五
年
間

二
変
更

ス
。

四
、
伐

採
予
定
期
間

ヲ
自
昭
和
四
拾

六
年
至
昭
和

九
拾
年
、
四
拾
五
年
間

二
変
更

ス
。

五
、
存

続
期
間

ヲ
昭
和
弐
年

三
月
弐
拾
五
日
至
昭
和

九
拾
壱
年
参
月
参
拾
壱
日
、
八
拾
九

年

七
日
間

二
変
更

ス
。

但

シ
、
前
掲
追
加

造
林
地

二
対

ス
ル
存
続
期
間
（

自
昭
和
拾
年

七
月

八
日
至
昭
和
九

5肩



第５章　入会 山野 と村 の生活

図5-25　 北沢山黄 連沢造林地遠景

拾
壱
年
参
月
参
拾
壱
日
、
八
拾
年

八
月
弐
拾
三
日
間
ト

ス
。

追
　

約

村
（

本
契

約
ノ
目
的

ク
ル
林
野

二
付

キ
営
林
局
長

二
於
テ
地
上
権
ノ
登
記
ヲ
嘱
託

ス
ル

コ
ト
ヲ
承
諾

ス
ル
。

（
役
揚
文
書
）

さ

ら
に

、

北

沢

山

は
昭

和

七
年

に

分

割

が

完

了

し

て

い

る

が
、

昭

和

三

〇

年

に

な

っ

て
官

行

造

林

契

約

に

誤

り

が
発

見

さ

れ
、

昭

和

三

〇

年

八
月

に

地

番

と

面

積

二

五

八
町

八
反

七
畝

二
四

歩

に

）

の
訂

正

の
願

い
書

を
出

し

て

い

る

。

こ

う

し

て
、

北

沢

山

の
官

行

造

林

は
当

初

の
契

約

よ

り

か
な

り
縮

小

し

て

お

り

、

分

割

に

よ

る
割

受

面

積

五

三

九

町

余

の
三

分

の

一
以

下

の

一
五

八

町

八

反

七

畝

二

四

歩

に

な

っ
て

い

る

。

こ

の
官

行

造

林

は
植

林

と

そ

の
管

理

が

営

林

局

に

よ

っ

て
行

な

わ

れ

て

い

る

。

こ

の

よ

う

な
官

行

造

林

の

ほ

か
に

、

昭

和

一

八
年

に

二

二

・
四
ｈ

が

上

伊

那

農

図5-2G　 北沢グィナクボ植林地　 昭和31年 植林

昭和38年撮影

(昭和59年)図5-27　 北 沢山 の現在の林相

業

学
校
に
演
習

林
と
し
て
貸

与
さ

れ
て
い
る
。

以
上

の
ほ
か
、
残

さ
れ
た
地
籍

は
な
お
広
く
、
村
自
体

の
営
林
計

画
に
基

づ
い
て
昭
和

二
六
年

こ
ろ

か
ら
連

年
植
林
が
行

な
わ
れ
て
い

る
。
昭
和

二
八
年

の
植
林
の
議

案

を
掲

げ
て
お
こ
う
。

議
案
五
十
一
号
の
一
村
有
林

植
栽

に
関
す
る
件

村
有
林
北
沢
山
の
昭
和
二
十
八
年

度
秋
季
植
林
を
左
記
の
通
り
施
行

せ
ん
と
す
。

記地
　
籍
　
　
　
　
　
造
林
面
積
　
樹
種
　
　
数
　
量
　
　
　
　
備
　
浙

字
北
沢
山
八
三
〇
ハ
ノ

ー
　
一
〇
町
歩
　
唐
松
　
三
〇
〇
〇
〇
本

昭
和
二
十
八
年
十
月
二
十
二
日
　
　
専
決

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
長
　
征
矢
直
徳

（
役
場
文
書
）

な
お
、
昭

和
二
六
年
か
ら
四
〇
年

こ
ろ
ま
で
の
間
連
年

の
よ
う
に

植
林
及

び
手

入
れ
が
行

な
わ
れ
て

い
る
。
そ
の
状
況

は
図
５
－
2
8
の
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、

こ

の
間
昭

和
三
〇
年
に
は
黄
連

沢
一
〇
町

歩
に
水
源

林
造
成

事
業

と
し
て
の
植
林

が

行

な
わ
れ
て
お
り
、
現
在

は
北

沢
山
全
山
が
植
林
を
完
了

し
て
お
り
、

そ
の
保
護

育

成
に
努
力

が
傾
け
ら
れ
て
い
る
。

5G2



の森 林育 成とその経営昭和第7 節

-~

三
　

平
地
林
の
経
営

昭
和
に
入
っ
て
か
ら
も
平
地
林
の
育
成
は
村
政
の
重
要
な
課
題
と
し
て
、
村
有

柿
は
勿
論
、
各
部
落
の
共
有
林
も
植
林
、
間
伐
等
、
力
を
合
わ
せ
て
そ
の
育
成
に

努
め
て
い
る
。
昭
和
初
期
の
資
料
を
掲
げ
て
そ
の
実
態
を
見
よ
う
。

乙
第
四
三
一
号

昭
和
二
年
四
月
廿
三
日
　
　
　
　
南
箕
輪
村
役
場

図5-28　北 沢山植林状況（役場文書 より）

○
○
区
長

殿

村

有
林
春

季
補
植
ノ
件

来

ル
廿
七
日

（
雨
天
順

延
）
別
紙
配

当
表
ノ
通
り
村
有
林
春

季
植
栽
致

シ
候
間

、
同
日
午

前
八
時
現
場
着
ノ
予
定
ヲ
以

テ
相
当
人
夫
出
勤
候
様
御
取

り
計
ラ
イ
相
成

り
度

ク
候

也

追

ツ
テ
苗
木
取
り
扱
イ

ニ
要

ス
ル
菰
縄
等
御
用
意
コ
レ
有
り
度
ク
、
植
栽
（

補
植
ニ
シ

（
マ
マ
）

テ

ー
人
ノ
功
程
百
五
十
本
乃

至
弐
百

本
位
卜
存

ジ
侠
。

注
意
　

穴
ヲ

ヨ
ク
掘
り
根
ヲ
曲
ゲ
ズ
植
エ
ク
後
ヲ
バ
踏
ミ
付

ケ
テ

5 銘



第 ５章　入会山野と村 の生活

昭
和
二
年
春
季
植
栽
苗
木
配
当

表

部
落
名
　

樹
種
　
　

戸
数
　

配
当
苗
木
数

久
保
　
　

扁
柏

塩
ノ
井
　

″

大
泉
　
　

り

北

殿
　
　

″

南

殿
　
　

″

田

田
　
　
　

／

火
　
　
　
　

／

神

子

柴
　

が

沢

尻
　
　
　

″

計

九
三
　

一
、
三

九
五

五
四
　
　
　

八
一
〇

二

二
　

二

九

六
五

二
一
二
　

二

九

九
九

八
〇
　

一
、
二
〇
〇

一

二

一
　
二

六
九
五

七
三
　

一
、
〇

九
五

二
二
　
　
　

三
三
〇

六
九
九
　
一
〇
、
四
八
五

苗
木
場
所

南
殿
上

営
林
署
苗
圃

μ　　 μ　　 μ　　 μ　　 μ　　11　　 μ

備

考
　
配
当
苗
木
数
（

一
戸
当

ク
リ
十

五
本

ノ
割
合

植

栽

地

村
有
林
北
原

大
芝四

林
班

ヨ
リ
下
向

三
林
班

六
林
班

七
林
班

村
有
林

三
本
木
原

（
役
場
文
言

昭
和
九
年
に
は
、
村
有
林
経
営
に
つ
い
て
抜
本
的
な
も
の
と
し
て
「
村
有
林
施

業
案
」
が
作
成
さ
れ
た
。
こ
れ
は
今
ま
で
の
村
有
林
個
々
の
育
林
計
画
か
ら
、
大

芝
原
・
北
原
・
三
本
木
原
・
大
泉
所
山

―
北
沢
山
を
一
本
に
ま
と
め
、
こ
れ
を
通

し
番
号
の
林
班
に
分
け
、
植
林
・
補
植
・
間
伐
・
樹
種
更
新
・
伐
採
等
、
村
の
林

業
経
営
の
永
年
計
画
と
し
て
立
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
以
後
こ
の
施
業
案
に

基
づ
い
て
村
有
林
の
育
成
計
画
が
着
々
と
実
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ま
、

昭
和
初
期
か
ら
昭
和
二
〇
年
ま
で
の
主
な
植
林
、
伐
採
等
の
作
業
を
列
記
す
る
と

次
の
よ
う
で
あ
る
。

つ
植
林
　
　
　

昭
和
二
年
　
　

村
有
北
原
・
大

芝

こ
一
本
木
原

つ
植
林

理
由

口
植
林

昭
和
四
年
　
　

村
有
三
本
木
原
四
町

歩

扁

柏
一
万

四
八
五
本

扁

柏
一
万

七
〇
〇

〇
本

立
木
無
き
土
地
及
び
生
長
見
込
み
な
き
樹

種
あ
る
に
よ
る
。

昭
和
五
年
　
　

村
有
大
芝
原
第
六
林
班
五
町
歩
　
扁

柏
一
万

五
〇
〇
〇
本

理
由
林
野
火
災

の
為
荒
廃
せ

る
と
こ
ろ

つ
植

林

・
植
林

っ
林
道
改
修

Ｊ
植
林

昭
和
六
年
　

村
有
大
芝
原
第

四
・
五
林
班

丁

二
町
歩

松
天

然
林
除
伐
及

び
人
工
植
栽

昭
和
七
年
　

村
有
大
芝
原
　
　
　
　
　
　
　
　
　

扁

柏
二
万

本

昭
和
八
年
　

村
道
二
二
九
号
村
道
九
三
六
号
の
内
七
三
〇

〇
米

工
費
五
八
〇
〇
円

う
ち
県
補
助
一
一
五
〇
円

昭
和
八
年
　

村
有
北
原
八
町
三
反

歩
　
　
　
　
　

扁

柏
二
万
五
〇
〇
〇
本

理
由
　

赤
松
存
在
す

る
も
生
育
不
良
に

つ
き

・

林
道
開
設
　

昭
和
九
年

サ
暮
大
屏

山
二
七
〇
〇
米

羅

牡

丹

言

説

・

植
林
　
　
　
　

″
　
　

村
有
林
北
原
一
〇
町
歩
　
　
　
　
　

扁

柏
三
万
本

っ
村
有
林
施
業
案
作
成

（
村
有
林
経
営

の
永
年
計
画
）

ひ
植
林
　
　
　

昭
和
一
〇
年
　

村
有
三
本
木
原
　
　
　
　
　
　
　

扁

柏
二
万
五
〇
〇
〇
本

っ
植
林
　
　
　

昭
和

コ

ー年
　

第
十
林
班

の
内
五
町
歩
第
二
、
三
町
林
班
六
町
一
反
六
畝

扁

柏
一
万
五
六
一
六
本

・
植
林
　
　
　

昭
和
一
四
年

村
有
大
芝
原
第
五
林
班

ほ
か

コ
（

町

三
反

五
畝

扁

柏
五
万
四
〇
〇
〇
本

・
植
林
　
　
　

昭
和
一
五
年
　

村
有
大
芝
原
第
五
・
四
林
班
一
八
町
八
反

三
畝

扁

柏
五
万
七
〇
〇
〇
本

理
由
　

紀
元
二
千
六
百
年
記
念
事
業
と
し
て

・
伐
採
売
却
　

昭
和

二
（

年
　

村
有
大
芝
原
五
林
班
六
町
一
反

六
畝

二
分
の
一
択
伐

法
　

五
〇
〇
石

理
由
　

施
業
案
に
基
づ
く
択
伐

―
植
林
　
　
　

昭
和
一
六
年
　

村
有
大
芝
原
五
林
班
の
う
ち
五
町
一
反

七
畝

扁

柏

っ
伐
採
売
却
　

昭
和
一
六
年
　

村
有
大
泉
所
山
保
安
林
一
町
七
反

九
畝

皆
伐
　
　

二
〇
〇
石

理
由
　

村
有
林
施
行
案

に
基
づ
き

・
植
林
　
　
　

昭
和
一
七
年
　

村
有
林
大
芝
原
五
林
班
七
町
一
反

六
畝

扁

柏
　

二
万

二
五
〇
〇

本
（
補
植
）
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理
由
　
　
　

施
業
案
に
基

づ
き

・
伐

採
売
却
　

昭

和
一
七
年
　

村
有
大
芝
原

八
林
班
五
町

六
反

九
畝

二
分

の
一
択
伐
　

五
〇
〇
石

理
由
　

施
業
案
に
基

づ
き

ひ
伐

採
売
却
　

昭

和
一
七
年
　

大
泉
所

保
安
林
拾
九
町
二
反

六
畝

皆
伐
　

コ

ーＯ
Ｏ

石

理
由
　

施
業
案
に
基

づ
き

゜
間
伐
手
入
　

昭
和
一

七
年

村
有
林
大
芝
原

七
林
班
一
三
町
八
反
三
畝

間
伐
手
入
　

二
〇
〇
石

理
由
　

施
業
案
に
基

づ
き

Ｉ
伐
採
売
却
　

昭
和
一

七
年
　

村
有
大
芝
原
三
拾
壱
町
二
畝
　
　

択
伐
法
　

一
五
〇
〇
石

理
由
　

国
民
学
校
校
舎
増
築
資
材
を
得

る
た
め

ひ
伐
採
売
却
　

昭
和
一

八
年
　

村
有
大
芝
原

八
林
班

七
町
五
反
八
畝

二
分

の
一
択
伐
　

九
〇
〇
石

理
由
　

施
業
案
に
基
づ
き

っ
間
伐
手
入
　

昭
和
一

八
年

村
有
三
本
木
原
拾
三
町
九
反
五
畝

間
伐
手
入
　

四
五
〇
石

理
由
　

施
業
案
に
基

づ
き

・
伐
採
売
却
　

昭
和
一

八
年

大
泉
所
山
九
町

六
反

七
畝

北
沢
山
　

七
町
八
反
三
畝

↓
皆
伐
合
　

一
〇
〇
〇
石

理
由
　

施
業
案
に
基
づ
き

Ｉ
植
林
　
　
　

昭
和
一

八
年
　

大
芝
原
第
四
～
八
林
班
一
四
町
四
反
六
畝

扁

柏
四
万
五
〇
〇
〇
本

理
由
　

施
業
案
に
基
づ
き
公
有
林
野
造
林
奨
励
補
助
金
を
受
け
て

（
役
場
資
料
よ
り
集
成
）

こ

の
よ

う

に

、

昭

和

初

期

か

ら

二

〇

年

こ

ろ
ま

で

毎

年

の
よ

う

に

大

規

模

な

植

林

、

間
伐

手

入

れ

等

を

行

な

い
、

ま

た
、

施

業

案

に

基

づ

く

択

伐

、

伐

採

等

を

精

力

的

に

行

な

っ
て

い

る

。

部
落
共
有
の
平
地
林
は
比
較
的
早
期
に
植
林
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時

期
に
お
い
て
も
引
き
続
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
中
野
原
に
お
け
る
北
殿
及
び
塩

ノ
井
共
有
地
、
三
本
木
原
に
お
け
る
神
子
柴
共
有
地
へ
の
昭
和
一
七
年
度
の
植
林

な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

四
　

蔵
鹿
山
・
御
射
山
等
の
植
林

蔵

鹿
山
・
御
射
山
に

つ
い
て
は
昭
和
三

二
年
に

至
っ
て
よ
う
や

く
協
定

が
成

立

し

て
分
割

の
運

び
と
な
り
、
入
会
権

が
解
消

し
た
こ
と
は
既
に
見

た
。
蔵

鹿
山
に

つ
い
て
は
そ
の
際
村
有
化

の
勣

き
が
あ
っ
た
が
実
現
せ

ず
、
昭
和
三
三
年
に

蔵
鹿

山
運
営
管
理
委
員
会

が
発
足
し

て
運
営
管
理
に
当

た
る
こ
と
に

な
り
、

植
林
施
行

を
村
に
委
託
し

た
。
御
射
山
も
分
割

後
八
部
落
共
有
と
な

っ
た
が
、
南
箕
輪
側
取

得
地

の
処
理
に
関

す
る
覚
え
書
に

よ
っ
て
植
林
施
業

を
村
に
依
託
し

た
。

村

け
こ

の
蔵
鹿
山
（
矢
ノ
南
入
り
を
含
む
）
御
射
山

の
植
林

を
全
村
的
な
仕
事
と

し

て
大
規
模
な
植
林
事
業

を
開
始
し
、
村
民

は
こ

れ
に
協
力
し

て
数
年

の
歳
月

を

か
け

て
見
事
に
こ

れ
を
完
了
し

た
。
こ

の
時
期
、
す
な

わ
ち
昭
和
三
二
年

か
ら
三

八
年
に

か
け

て
、
村
財
政
決
算
書
を
み

る
と
次

の
よ
う
な
費
用
が
支
出
さ

れ
て

い

る

。昭

和

一　 －　 一　 一　 一 一一　　 一　　 一　　 一　 一　 一
一　 一　 一　 一 一 一七　 六　 五　 四 三 二

年

年

度

一

六　 匹　 五　 九 四 五

ゝ　　　ゝ 　　　ゝ 　　　ゝ 　　ゝ　ゝ
七　 九　 五　 八　 四 八

七　 三　 八　 六 三 四

七　 〇　 二　 〇 〇 －

ゝ　　　ゝ 　　　ゝ 　　　ゝ 　　ゝ　ゝ
四　 六　 〇　 一 一 八

〇　 三　 〇　 一 八 三

〇　 二　 〇　 九　 三 五 円

委

託

施

業

費

同　蔵　蔵　蔵ブ つ つ 四

回4でﾋ　縦 け　 堅

Ξ]ﾐ　會
白　

ごjﾐ　　
Ｉ

九　七　三　一円

各

山

施

業

費

一 一

七　 六　 六　 一 四 五

ゝ　　　ゝ 　　　ゝ 　　　ゝ 　　ゝ　 ゝ
八　 二　 七　 〇　 四 八

一　 八　 七　 〇 三 四

六　 八　 四　 二 〇 －

ゝ　　　ゝ 　　　ゝ 　　　ゝ 　　ゝ　 ゝ
四　 六　 －　 ○ 一 八

一　 八　 五　 四 八 三

九　 九　 三　 三　 三 五 円

計

邱5
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三

八
　

一
　
　
　
　

一同

祐（
（

聯

刈

九

二

七
ヽ
○
三
四
二（

九

一

総
　

訃
　
　

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一五

九
、
一
八
八
、
〇

一
〇

（
役
場
文
言

ま
た
、
御
射
山
・
蔵
鹿
山
及

び
矢
ノ
南

入
り
の
植
林
の
年
度

と
面
積

は
次
の
よ

う
で
あ
る
。
（
図
5
1
2
9）

計

μ　　μ　　　μ　　μ　　リ　　　昭

四　 三　 三　 三　 三　　 三
○　 九　 八　 七　 六　　 五

年

度

九
八

－
七
ha

天　 二　 一　 二　 一　　 二

然　 五　 〇　 〇　 八　　 七
林　　

、　 、　 、　 、　　 、

－○ ＿○ ＿○ ＿一　 ＿七

三　 〇　 〇　 〇　 四　 力三

｀　　ha　　ha　　ha　　ha　　ラha
⌒一　μ　　　μ　　　μ　　　μ赤ニ　　　　　　　　　　　 マ
松 ○　　　　　　　　　　　 ッ
こha 心　　Ｗ　　Ｗ　　Ｗ　　　心

樹御

種射

山
植
林
面
積

一

一

五

一
一
一一
一ｈ

他　 一　 二　 一　 二　 一　 二

三　 〇　 〇　 九　 九　 二

ゝ　　　ゝ 　　　ゝ 　　　ゝ 　　　ゝ 　　ゝ

－ ○ － ○ ＿ ○ ＿ 八 ＿ 七　 七

三　 〇　 〇　 〇 力 ○ 力 九　 四

余
ごyyha yy h ａ　

μ ha 
ﾌｽ゙ﾞha ﾌｽ゚ﾞha

余ha

松 ○　　　　　　　　 ッ　 ッ　 松

－haW　　 心　　 心　　 Ｗ　　 心　 心

詰

山
蓉

襄

一
六

五
五
ha

－
六

一
五

力五
ラha

マ
ツ
心

診
皺

診
面

こ
の
よ
う
に
し
て
、
三
山
に
対
す
る
植
林
は
完
了
し
て
い
る
が
、
こ

の
御

射

山
・
蔵
鹿
山
・
矢
ノ
南
入
り
は
、
昭
和
四
三
年
全
村
的
な
南
箕
輪
生
産
森
林
組
合

を
発
足
さ
せ
、
そ
の
組
合
の
森
林
と
し
て
管
理
運
営
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、

先
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。

入
会
山
の
分
割
は
、
明
治
末
年
こ
ろ
か
ら
問
題
に
な
り
始
め
、
大
正
五
年
の
分

割
協
定
覚
え
書
が
成
立
し
て
か
ら
で
も
、
矢
ノ
南
入
り
の
分
割
完
了
の
昭
和
四
二

年
ま
で
五
三
年
の
歳
月
が
流
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
分
割
問
題
は
半
世
紀
余
の
長
い

期
問
の
懸
案
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
こ
の
開
の
歴
代
村
長
を
始
め
委
員
諸
氏
の
た
ゆ

図5-29　蔵 鹿山 ・御射山・矢ノ南入り造林略図

ま
ざ
る
努
力
の
結
果
で
あ
っ
て
、
終
始
主
導
的
立
楊
を
と
っ
て
来
た
本
村
関
係
者

に
と
っ
て
、
分
割
完
了
は
筆
舌
に
尽
せ
ぬ
感
慨
を
持
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
明
治
以
来
早
く
か
ら
森
林
資
源
の
重
要
性
に
着
目
し
、
森
林
を
撫
育
し
て
山

を
治
め
、
そ
れ
を
基
本
財
産
と
し
て
村
の
発
展
を
図
る
こ
と
を
村
か

と
し
て
来
た

村
人
に
と
っ
て
、
分
割
後
巨
額
の
費
用
を
か
け
全
村
一
丸
と
な
っ
て
植
林
に
励

5 閲



第７節　昭和 の森林育成 とそ の経営

み
、
そ
れ
が
完
了
し
た
こ
と
は
将
来
へ
の
期
待
と
共
に
大
き
な
喜
び
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

特
に
こ
の
蔵
鹿
山
・
御
射
山
・
矢
ノ
南
入
り
は
分
割
が
非
常
に
遅
れ
、
こ
の
解

決
が
大
き
な
願
望
で
あ
り
、
そ
の
地
へ
の
植
林
の
完
了
は
村
の
森
林
育
成
の
一
段

落
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
分
割
完
了
と
植
林
を
記
念
し
、
さ
ら
に
、
今
は

無
き
先
輩
の
霊
に
対
す
る
手
向
け
と
し
て
、
ま
た
、
今
後
の
造
林
地
育
成
へ
の
誓

い
を
込
め
て
、
昭
和
四
〇
年
七
月
、
造
林
記
念
碑
が
建
て
ら
れ
た
。

記
念
碑
は
砥
川
石
を
選
び
、
長
門
町
落
合
か
ら
和
田
峠
を
越
し
て
運
ば
れ
、
表

面
に
「
皿
皿
岫
造
林
記
念
碑
」
と
記
さ
れ
、
蔵
鹿
山
の
岩
の
入
り
入
口
の
道
上
に

建
て
ら
れ
て
い
る
。
当
時
の
蔵
鹿
山
管
理
運
営
委
員
会
委
員
長
で
あ
っ
た
山
崎
正

義
は
、
「
将
来
こ
の
記
念
碑
を
仰
ぎ
見
る
度
に
、
一
層
造
林
意
欲
を
燃
や
し
て

立

派
な
奥
地
林
と
す
る
こ
と
を
切
に
願
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

五
　
村
有
林
の
利
用
と
村
財
政

】‥
　
下
枝
・
落
葉
等
の
利
用

第
四
十
七
号
議
案

図5-30　 蔵鹿山御射山造林記 念碑

植
林
地
大
芝
原
・
三
本
木
原
・
北
原
枝
打
チ
及

ビ
落
葉
採
取

二
関

ス
ル
議
案

て

植
林
地
字
大
芝
原

（
本
村
小
学
校
基
本
財
産
編
入
ノ
部
ヲ
除

夕
）

て

植
林

地
字

三
本
木
原

一
、
植
林
地
字
北
原

右
三
ヵ
所
枝
打

チ
及

ビ
落
葉

採
取
期
日
大
正

七
年
十
二
月

六
日

ヨ
リ
同
月
廿

八
日
迄
弐
拾

三
日
間

卜
定
メ
、
一
般
村

民

二
無
償
ニ
テ
譲
与
ス
。

大
正

七
年
十
二
月
三
日

提
出
　

同
日

決
定

南
箕
輪
村
長
　

征

矢
友

三
郎（

役
場
文

書
）

こ
れ
は
大
正
七
年
の
例
で
あ
る
が
、
毎
年
、
村
会
の
議
決
を
経
て
大
芝
原
・
北

原
・
三
本
木
原
を
各
区
に
割
り
当
て
、
期
日
を
定
め
て
そ
こ
の
枯
枝
、
下
枝
及
び

落
葉
の
採
取
を
し
た
。
こ
の
枯
枝
や
落
葉
は
各
家
庭
ご
と
に
薪
小
屋
や
ゴ
ミ
屋
と

い
わ
れ
る
所
に
蓄
え
て
お
き
、
一
年
中
の
家
庭
の
燃
料
と
し
て
使
用
し
、
極
め
て

重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
昭
和
に
な
っ
て
も
こ
の
下
枝
や
落
葉
の
採
取
は
続
い
て

お
り
、
こ
の
ゴ
ミ
山
が
終
わ
る
と
農
家
の
一
年
中
の
外
の
仕
事
が
終
わ
り
に
な
り

ぼ
っ
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

西
天
竜
の
開
通
に
よ
っ
て
多
く
の
平
地
林
が
開
墾
さ
れ
て
水
田
に

な
り
、
ま

た
、
太
平
洋
戦
争
中
及
び
戦
後
の
食
糧
増
産
と
入
植
開
拓
に
よ
っ
て
村
有
林
面
積

は
減
少
し
、
一
方
で
経
済
の
高
度
成
長
と
干
不
ル
ギ
ー
革
命
の
進
展
に
よ
り
、
家

庭
燃
料
が
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
ー
電
気
等
に
お
き
か
え
ら
れ
、
し
だ
い
に
枯
枝
、
松
葉

等
の
重
要
度
は
減
少
し
て
き
た
が
、
大
芝
原
の
松
の
落
葉
採
取
は
ゴ
ミ
山
と
称
し

て
、
昭
和
三
〇
年
代
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
た
。

岬
　
立
木
の
伐
採
売
却
と
村
財
政

大
正
時
代
、
既
に
問
伐
材
が
薪
と
し
て
販
売
さ
れ
、
一
部
は
用
材
と
し
て
販
売

さ
れ
る
ま
で
に
成
長
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
収
益
が
村
基
本
財
産
と
し
て
蓄
積
さ

れ
て
い
る
。
昭
和
も
Ｉ
〇
年
代
と
な
る
と
間
伐
材
も
大
き
く
な
り
、
村
有
林
施
業

567
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案

に

よ

る

択

伐

も
順

次

行

な

わ

れ

て

そ

の
収

益

も

し

だ

い
に

大

き

く

な

っ

て

き

た

。こ

の

よ

う

な

情

勢

は

村

の

財

政

の

前

途

に
大

き

な

自

信

を

与

え

て

お

り

、

昭

和

七

年

役

場

改

築

に

当

た

大

村

基

本

財

産

よ

り

の

繰

り

入

れ

使
用

を

県

知

事

に

認

可

を

受

け

る

た

め

の

申

請

書

の
中

で

、

次

の

よ

う
に

述

べ

て

い
る

。

本

村

二
村
有
林
参
百
町

六
反
歩

ア
凡

近
距
離
平

担
地
ニ
シ
テ
全
部
三
十
年
生
乃

至
三
十

五
、
六
年
生
立
木

地
ナ
リ
。
内

約
二
町
歩
（

四

十
年
生
ニ
シ
テ
・：
（
中

略
）

…
前
記

三
百

町

六
反

歩
ノ
村
有
林
（

茲
数

年
ニ
シ
テ
既

二
輪
伐

ヲ
開
始

ス
ペ
キ
時
期

二
達

シ
、
目
下
施

業
案

ノ
施
行
計
画
中

ナ
ル
ニ
ョ
リ
、
輪
伐

ノ
時

二
至

レ
ハ

年

々
莫
大

ナ
ル
収
入

ヲ
得
、
村

財
政
上
京
固

ク
ル
基
礎

ヲ
築

ク
ニ
至

ル
モ
ノ
ナ
リ

。

之

ヲ
要

ス
ル
ニ
今
回
基
本
金
繰
リ
入

レ
使
用
ノ
如

キ
（

村
財
政
上
大
局

ヨ
リ
考

工
其
ノ
計

画

二
微
動
ダ

モ
与

エ
ズ
、
何
等

ノ
支
障
ヲ
認

メ
ザ

ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
極

メ
テ
安

全
確
実
ナ

ル

ヲ
信
ズ
。
外

二
尚
本
村

二
四
百
余
町
歩
ノ
村
有
林

ア
リ
、
一
部
官
行
造
林
ト

シ
テ
他
ヲ
天

然
造
林
ト

シ
テ
営
林

シ
ツ
ツ

コ
レ
有
リ
、
村
ノ
将
来
（

大
イ

ニ
意
ヲ
強
ウ

ス
ベ
キ
モ
ノ
コ

レ
有
り
候
。

（
役
場
文
書
）

こ

の

申

請

書

の

と

お

り
村

有

林

は

南

箕

輪
村

財

政

の

た

め

に
極

め

て
大

き

な
寄

与

を

し

て

い
る

。

ま

ず
、

昭

和

一

七

年
国

民

学

校

校

舎

増

築

に

際

し
大

芝

原

三

一

町

余

を

択
伐

し

一

五
〇

〇

石

が
伐

採
利

用

さ

れ
、

昭

和

二

二

年

に

は
中

学

校

校
舎

新

築

の

た

め

二

五

七
万

余

円

、

昭

和

二

五
年

に

は
小

学

校

増

築

の

た

め

二

四
〇

万

円

の
村

有

林

収

入

を
挙

げ

て

い

る

。

そ

の

ほ

か
、

昭

和

三

八
年

こ

ろ

ま

で
村

財

政

に

お

け

る
大

き

な

臨

時

出

費

は

ほ
と

ん

ど
村

有

林

収

入
に

よ

っ

て
賄

わ

れ

て

い

る

と

い

っ

て

よ

い
状

態

で

あ

る

。
村

財

政

に

お

け

る
村

有

林

収

入

の
比

重

を

み

る

と

、

昭

和

二

〇

年

か

ら
三

八
年

に

至

る

一

九
年

間

の
村

税

収

入

一
億

九

七
〇

〇

万

余

円

に

対

し

、

村

有

林

収

入

二

億

三

八
〇

〇

万

余

円

と

村

税

収

入

よ

り
多

く
な

っ

て

お

り
、

特

に

大

き

な

臨

時

出

費

の

あ

っ

た
年

の
村

有

林

収

入

は
き

わ
た

っ

て
多

く
な
っ
て
い
る
。
（
第
六
章
第
四
節
参
照
）

こ
の
時
期
の
村
財
政
は
戦
後
の
復
興
と
、
新
し
い
村
の
建
設
の
た
め
巨
額
の
資

金
を
必
要
と
す
る
時
期
で
あ
っ
た
が
、
南
箕
輪
村
は
明
治
時
代
か
ら
の
村
有
林
の

育
成
撫
育
に
努
力
し
て
き
た
先
人
の
汗
の
結
晶
に
よ
っ
て
、
こ
の
困
難
な
時
代
を

恵
ま
れ
た
姿
で
乗
り
切
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
よ
う
。

「 ．

ノ ベ

林
道
の
開
設

森
林
経
営
、
特
に
奥
地
林
の
経
営
の
た
め
に
は
林
道
の
存
在
は
欠
く
べ
か
ら
ざ

る
要
件
で
あ
る
が
、
時
代
の
進
展
に
伴
い
自
動
車
交
通
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
林
道

の
開
設
が
求
め
ら
れ
、
昭
和
二
四
年
か
ら
伊
那
町
・
西
箕
輪
村
と
協
力
し
て
林
道

経
ヶ
岳
線
を
開
く
こ
と
と
し
、
そ
の
協
定
を
結
ん
で
開
設
を
始
め
た
。
そ
れ
は
図

５
－

肌
の
よ
う
に
西
箕
輪
与
地
を
起
点
と
し
て
植
物
園
に
出
、
蔵
鹿
山
・
御
射
山

の
山
腹
を
蛇
行
し
て
北
沢
山
に
入
り
、
権
兵
衛
峠
の
北
側
尾
根
で
国
道
三
六
一
号

線
の
木
曽
側
と
結
ば
れ
る
、
延
長
一
万
八
〇
〇
一
ｍ
の
大
工
事
で
あ
る
。

こ
の
事
業
遂
行
過
程
で
の
昭
和
二
八
年
の
村
会
議
案
を
掲
げ
る
と
次
の
よ
う
で

あ
る
。

議
案
第
四
十
号

昭
和
二
十
八
年
度
奥
地
林
道
開
設
事
業
に
関
す
る
件

昭
和
二
十
八
年
度
奥
地
林
道
開
設
事
業
と
し
て
左
記
の
通
り
、
実
施
せ
ん
と
す
。

昭
和
二
十
八
年
六
月
二
十
三
日
提
出

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
長
　

征
矢
直
徳

昭
和
二
十
八
年
　

月
　
日

議
決

上
伊

那
郡
南
箕

輪
村
村
議
会
議
長

高
木
嘉
一

記

施

行

箇

所
　

幅
員
及

び
延
長
　
　

工

事
費

5 銘



第7'節　昭和の森林育成とその経営

西

箕

輪

村
　
　
幅
員
　
四
・
〇
米

三
、
一
五
〇
、
〇
〇
〇
円

字
グ
ズ
ガ
沢
　
　
延
長
　
八
〇
九
米

（
役
場
文
書
）

こ
の
事
業
に

は
国
、
県

の
補
助

を
受
け
て

い
る
が
、
大
工
事
で
莫
大
な
費
用

を

要

す
る
こ
と

か
ら
、
昭
和
三
〇
年
度

か
ら
は
、
県
営
事
業
と
し
て
行
な

わ
れ
る
こ

と
に

な
っ
た
。

こ

の
よ
う
に
し
て
、
工
事
は
進
め
ら
れ
、
で
き
あ
が

っ
た
林
道
施
設
は
県
よ
り

至奈 良井

巡

本
工

ノ

図5-31　 林道経ヶ岳線概要図

無
償
譲
渡
さ
れ
、
村
に

よ
っ
て
管
理
運
営

が
行

な
わ
れ
た
。
こ

う
し

て
途
中
、
三

四
年

か
ら
一
一
年
間

ほ
ど
中
断

さ
れ
て
い
た
が
四
五
年

か
ら
再
開

さ
れ
五
一
年
一

一
月
、

全
線
が
開
通

を
し

た
。
開
通

ま
で

は
二

七
か
年

の
長

い
歳
月

を
要
し
て

お

り
、
総
費
用
額

は
三
億
一
一
〇
四
万
円

の
多
額
に

の
ぼ
り
、

そ
の
費
用
負
担

は
次

の
よ
う
に
行

な
わ
れ
た
。

国
庫
補
助
　
五
〇
％
　
　
　
一
億
五
五
五
二
万
〇
〇
〇
〇
円

県
費
補
助
　
二
〇
％
　
　
　
　
　

六
二
二
〇
万
八
〇
〇
〇
円

尹

那

市
（
三
分
二
）
六
二
二
〇
万
八
〇
〇
〇
円

地
元
負
担
　
三
〇
％

↓ｆ南
箕
輪
村
（
三
分
一
）
一
己

一
〇
万
四
〇
〇
〇
円

こ
の
林
道
経
ヶ
岳
線
の
開
通
に
よ
っ
て
北
沢
山
村
有
林
五
○
Ｏ
ｈ
が
日
の
目
を

み
る
よ
う
に
な
り
、
森
林
資
源
の
効
率
的
運
用
が
可
能
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
伊

那
と
木
曽
を
結
ぶ
林
道
と
し
て
地
域
社
会
の
発
展
に
貢
献
す
る
こ
と
に
な
っ
た

が
、
五
七
年
七
月
に
は
国
道
三
六
一
号
線
の
一
部
と
し
で
国
道
に
編
入
、
建
設
省

図5-32　 林道 経ケ岳→国道361 号線全線舗装完成開通

の
管
轄
す
る
道
路
と
な
り
、
五
九
年

に
は
全
線
が
舗
装
さ
れ
、
伊
那
谷
と

木
曽
谷
を
結
石
重
要
な
道
路
と
な
っ

た
。
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入会山野と村の生活第5 章

第
八
節
　

昭
和

に
お
け

る
平
地
林

の
開
墾

・
㈲
発

一
　
西
天
竜
完
成
に
よ
る
開
田

入
会
林
野

の
分
割
後

は
、
大
部
分
が
平
地
林
と
し
て
生
ま
れ
変

わ
っ
た
こ
と
は

既
に
見

て
き

た
が
、
昭
和
に
な

っ
て
再

び
大
き
な
変
化
を
遂
げ
た
。
そ

の
最
初

の

大

き
な
変
化

が
西
天
竜
地
区

の
開
田
で
あ
る

。

議
案
第
三
六
号

村
有
林
伐
採
並
ビ
ニ
土
地
開
墾
二
関
ス
ル
件

左
記
ノ
土
地
立
木
ヲ
伐
採
シ
開
墾
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

一
、
南
箕
輪
村
宇
大
芝
原
弐
千
三
百
五
拾
八
番
イ
号
ノ
内
別
紙
（
略
）
ノ
土
地

理
由
　
西
天
竜
耕
地
整
組
合
地
区
二
付
キ
伐
採
開
墾
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ

昭
和
二
年
十
二
月
廿
一
日
提
出
　
廿
二
日
決
議

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
長
　
且

戸
伝
章

（
役
場
文
書
）

墾 の 碑（大泉耕地整理記念碑）開図5-33

こ
の
よ
う
に
し
て
、
犬

芝
原
の
う
ち
西
天
竜
水
路

下
、
春
日
道
ま
で
の
全
部

二
一
町
四
反
余
が
開
墾
さ

れ
て
水
田
と
な
り
、
多
く

の
農
民
の
小
作
地
と
な
っ

た
。
ま
た
、
西
天
竜
耕
地

整
理
組
合
地
域
に
入
っ
た

左
の
部
落
共
有
林
も
開
田

さ
れ
た
。

北
原
　

二
（

二
二
～
二
三
　
　

原

野
　
　
　
　

四
町

九
反
三
畝
四
歩
　
　
　

久

保

共

有

猪
子
芝
一
四
八
五
イ
・
1
1
　
　
原

野
・
山
林
　

一
町

九
反
三
畝
二
二
歩
　
　

南

殿

共

有

前
宮
原
六
八
四
一
ノ

∵

二
　

原
野
　
　
　
　

一
九
町

二
反

九
畝
　
　
　
　

田

畑

共

有

前
宮
原
七
九
一
八
　
　
　
　
　

原
野
　
　
　
　

一
四
町
七
反

一
畝
二
九
歩
　

神
子
柴
共
有

鳥
居
原
八
三
〇
三
ノ
イ
　
　
　

原
野
　
　
　
　

一
七
町
歩
　
　
　
　
　
　
　

神
子
柴
共
有

中
ノ
原
八
三
〇
六
ノ
ニ
　
　
　

原
野
　
　
　
　

コ

ー町
一
反

四
畝
二
八
歩
　

神
子
柴
共
有

こ

の

ほ

か
に

も

、

中

野

原

・

三

本

木

原

等

に

開
田

さ

れ

た

所

が

多

く

西
天

竜

の

美

田

に

生

ま

れ
変

わ
り

、

郡
下

に

お

け

る

主

要

米

作

地

帯

へ

と
発

展

を

し

た

の

で

あ

る

。

さ
ら

に

、

西
天

竜

開

田

に
伴

い
今

ま

で

広

か

っ
た

桑

園

平

作

畑

が

極

端

に

減

少

し

、

稲

作

単

作

地

帯

の
性

格

を

持

つ
に

至

っ
た

。

そ

こ

で

農
業

の

多

角
経

営
化

を

進

め

る

た

め
、

大

泉

区

は
昭

和

四

年

知

事

の
認
可

を

得

て
大

泉
区

北

の
北

原

の
林

野

六

町

歩

の
耕

地

整

理

開

墾

事

業

に

着

工

、

昭

和

九

年

に

は

さ

ら

に

こ

れ

を

拡
張

し

て

コ
（

町

五
反

余

と

し

て
開

墾

と
耕

地

整

理

を
行

な

っ

た

。

昭

和

一
〇

年

一

一

月

こ

の

完
成

を
記

念

し

て

「
開

墾

彿
」

が
同

地

区

に

建

て

ら

れ

て

い
る

。

ま

た
、

同

様

に

桑

園

や
作

畑

を
補

う

た

め
、

上

ゲ

溝

原

四

町

四

反

余

毎

畑
区

割
り
受

け
地
）
の
林

地

が
伐

採

開

墾

さ

れ

て
畑

と

な

っ

て

い

る

。

ほ

か
に

も

こ

の

よ

う

な
開

墾

が

あ

っ

た

と
思

わ

れ

る

が
、

さ

ら
に

、

昭

和

一

一
年

北

殿

原

に

あ

っ
た

飯
田

営

林
署

苗

圃

移

転
先

と

し

て
大

芝

原

の
苗

圃

地

が
選

ば

れ

て
五

町

歩

が
開

墾

さ

れ
、

翌

年

そ

の

拡
張

の

た

め
、

さ

ら
に

隣

接

地

六
町

歩

が
追

加

開

墾

さ

れ

て
、

苗

圃

と

し

て

使
用

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ
た

。

二
　

戦
時
体
制
下
の
開
墾

昭
和
恐
慌
の
末
期
か
ら
、
日
本
は
し
だ
い
に
満
州
事
変
、
支
那
事
変
と
戦
時
体

制
に
の
め
り
込
ん
で
い
く
よ
う
に
な
っ
た
が
、
戦
時
体
制
下
の
食
糧
増
産
の
要
請

に
基
づ
い
て
、
部
落
有
林
、
村
有
林
等
の
伐
採
開
墾
が
進
め
ら
れ
た
。
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昭和における平地林の開墾 ・開発第 ８節

△
長
野
県
指
令
一
三
林
第

コ
（

Ｉ
九
号

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
久
保

昭
和
十
二
年

七
月
三
日
甲
第
七
九
五
号
票
請
左
記
土
地
処
分
ノ
件
許
可

ス

昭
和
十
三
年
三
月
廿
一
日
　

長
野
県
知
事
　
大

村
清
一

記

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
字
北
原
一
六
三
三
番

一
、
原
野
　

地
積
七
町
弐
反

六
畝
弐
拾
九
歩

右
一
筆
開
墾

（
役
場
文

書
）

△
議
案
第
六
号

農
産
資
源
開
発
用
開

墾
事
業

施
行

二
関

ス
ル
件

村

有
林
大
芝
苗
圃
西
側
続
キ
地
ヲ
昭
和

十
五
年
度

二
於
テ
弐
町
弐
反
ヲ
開
墾

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。昭

和
拾

六
年

一
月

十
四
日
提
出
　

同
日
決
議

南
箕
輪
村
長
　

倉
田
友
幸

理
由
　
昭
和
十

五
年
度
農

産
資
源
開
発
開
墾
助
成

事
業
ト

シ
テ
助
成
金
ヲ
県

二
申
請

シ
開

墾
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ

。

（
役
場
文
書
）

こ

の
事

業

は
翌

二

月

二

一
日

認

可

の
通

知

を

受

け

、

大

芝

農

産

資

源

開

発

開

墾

事
業

と
し

て
助

成

金

を
受

け
開

墾

し

て

い

る

。

国

は
昭

和

二
（

年

に

農

地

開

発

法

を

公

布

し

て
農

地

開

拓

営

団

を
設

立

し

、

さ

ら
に

、

一

八
年

に

は
食

糧

増

産

対

策

を
定

め

て
農

地

の
開

発

を
進

め
て

い

る

。
こ

れ
に

基

づ

い

て
県

は
昭

和

二

〇

年

八
月

に

開

拓

増

産

隊

を

結

成

し

、

一
三

の
開

拓

増

産

隊

を
県

下

に

分

遣

し

て
開

拓

を
進

め

た

。

そ

の

う

ち

の

一
隊

が

本

村

の

南

原

・
犬

芝

原

を
開

墾

し

て

い

る

。
別

に

農

兵

隊

が

三

本

木

原

、

北

原

等

に

入

り

、

伐

採

開

墾

を
進

め

て

お

り
、

戦

時

体

制

下

の
末

期

に

は
平

地

林

の

か
な

り

の
部

分

が

開

墾

さ

れ
畑

と

し

て

、

食

糧

増

産

の

一
翼

を

担

っ
た

の
で

あ

る

。

こ
の
戦
時
下

か
ら
終
戦

後
に

か
け
て
、
上
伊
那
農
業
学
校

お
よ
び
長
野
農
林
専

門
学
校
に
対

し
広
大

な
山
林

・
原
野

が
譲
渡

さ
れ
て
い
る
。
（
第
四
節
行
政
参
照
）

三
　

戦
後

の
入

植
開

拓

と

部

落
有

財

産

の

処

分

戦
時
中

か
ら
の
食
糧
不
足
に

よ
る
社
会
不
安

は
敗
戦
に

よ
る
社
会

の
混
乱
に

よ

っ
て
一
層

強
め
ら
れ
、
海
外

か
ら
の
引

き
揚

げ
者
、
工
場
破
壊
や
経
済

の
混
乱
に

よ
る
離
職
者

が
巷
に

溢
れ
、
社

会
不

安
は
ま
す
ま
す
激
し

く
な
っ
て
い
た
。

昭
和
二
〇
年

一
一
月
、
政
府

は
敗
戦
に

よ
っ
て
生
じ
た
多
数

の
生
業

を
失

っ
た

人
に

安
住

の
地

を
与
え
、
食
糧
不
足

の
解
消
、
食
糧
自
給
体
制

の
強
化

を
目
指
し

て
緊

急
開
拓

事
業
実
施
要
領

を
策
定
し
、

全
国
的
な
規
模
て
入
植
開
拓

を
進

め
る

こ
と
に
な
っ
た
。

本
村
内
に

は
多

く
の
平
地

の
山
林
原
野
が

あ
宍

こ

の
国

の
開
拓
政
策
に
基
づ

く
開
拓
適
地
と
指
定
さ

れ
た
と
こ

ろ
が
多
く
、
中
野
原

か
ら
上
ゲ
溝
原
へ

か
け
て

の
広
大
な
山
林
原
野

の
南
原
地
区
と
西
原
地
区
に
集
団
入
植
が
あ
り
、
大
芝
原

地

区
に
も
集
団
入
植
が
行
な

わ
れ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
開
拓
帰
納
組
合
と
し
て
開
拓
が
進

め
ら

れ
た
。
ま
た
、
北
原

地
区

に
も
十
数
戸
が
入
植
し
て
開
拓
を
し
た

。
入

植
開

拓
に
つ
い
て
の
細
部
は
第
七
章
第
二
節
入
植
に
よ
る
開
拓
の
項
参
照
）

こ
の
よ
う
に
入
植
に
よ

っ
て
、
北
原

・
大

芝
原

・
中

野
原

・
上

ゲ
溝
原

等
の
山

林
原

野
の
多
く
が
開
拓
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

こ
の
開

拓
は
農
地
改
革
と
関

連
し
て
行
な

わ
れ
、
入
植
者

だ
け
で
な
く
、
周

辺
既
存
農
家

へ
の
増
反
分

も
同
時

に
開
拓
が
行
な

わ
れ
た
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
増
反

分
を
見

る
と
大
芝
原

で
は
一
戸

一
反

一
畝
ず

つ
二
七

言
戸
の
農
家
に
、
中

野
原

・
上

ゲ
溝
原

で
は
一
戸

四
反

一
畝

ず

つ
三
〇

宍
戸
の
農
家
に
、
北
原

で
は
一
戸
一
反

五
畝
ず
つ
八
六
戸

の
長

家
に
売

り
渡

さ
れ
て
開
墾
さ

れ
た
の
で

あ
る
。

こ

の
よ
う
に
し
て
、
終
戦
後
の
開

拓
に
よ

っ
て
、
北
原

・
大
芝
原

・
三
本
木
原

の
一
部
を
除
き
他

の
ほ
と
ん

ど
の
平

地
林
が
耕
地
と
し
て
生
ま
れ
変

わ
り
、

新
た
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な

る
農
業

へ
の
大
切
な
基
盤
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
開
拓
に
よ

っ
て
耕
地
と

な

っ
た
の
は
、
村
有
地

の
み
で
な
く
部
落
共
有
地
や
私
有
地
も
買
収

の
対
象
と
な

っ
て
い
る
が
、
南
箕
輪
村

の
未
墾
地
（
上
ゲ
溝
原
・
中
野
原
・
大
芝
原

’
北
原
）
で
の

開
放
面
積

は
三
〇

八
町
五
反
余
に
達
し

て
い
る
。

各
部
落

の
保
有
し
て

い
た
部
落
有
山
林
原
野
等

は
、
政
令
第
一
五
号
に

よ
り
、

部
落
有
と
し

て
の
保
有

は
許

さ
れ
な

く
な
り
、
昭
和
二
二
年
六
月
各
区
一
斉
に
処

分

さ
れ
た
。

議
案
第
二
五
号

部
落
有
財
産
処
分
の
件

政
令
第
十
五
号
に
依
り
別
紙
の
通
り
部
落
有
財
産
を
処
分
す
る
も
の
と
す
る
。

昭
和
二
十
二
年
六
月
三
十
日
提
出
　
同
日
決
議

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
長
　
清
水
国
人

（
役
揚
文
書
）

こ
れ
は
部
落
有
財
産
処
分
に

つ
い
て

の
村
会

の
議
案
で
あ
る
が
、
こ

の
別
紙
に

は
、
各
部
落
に
お

い
て
総
会
を
持
ち
、
部
落
有
土
地
処
分
に

つ
い
て

の
議
事
録
、

各
部
落
共
有
地

の
場
所
と
面
積
、
地
目
な

ど
と
、
そ
れ

の
各
個
人
へ

の
分
割
処
分

の
内
容
が
記
さ
れ
て

い
る

。
こ
れ
に
よ

っ
て
特
殊

の
も

の
を
除
き
部
落
有
土
地
は

ほ
と
ん

ど
個
人
有
に
分
割
さ

れ
た
の
で

あ
る
。
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第１節　明治維新と村 人の動き

第
六
章

村

の

発

展

第
一
節
　
明
治
維
新
と
村
人
の
動
き

一
　
平
田
学
と
神
葬
復
礼

幕
末

か
ら
維
新
に

か
け

て
既
に
述

べ
た
と

お
り
、
俳
諧
、
和
歌
が
普
及
し
、
寺

子
屋
教
育
も

盛
ん
に
な
り
、
遊
歴

の
文
人
や
志
士
と

の
交

わ
り

の
あ
る
者
も
あ

っ

て
、
国
学

を
受
け

る
思
想
的
土
壌
が
培

わ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
へ
平
田

学
が
は

い
っ

て
き
た
。

平
田
学
は
江
戸
時
代
国
学
の
四
大
人
の
一
人
平
田
篤
胤
が
唱
導
し
た
復
古
神
道

を
中

心
と
し

た
実
践
的
学
問
で

あ
る
。

平
田
篤
胤
は
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
秋
田
県
に
生
ま
れ
た
。
幼
時
よ
り
漢
学
、

医
学
を
学
ん
で

い
た
が
二
〇
歳
の
と
き
江
戸
に
出
て
苦
学
力
行
、
本
居
宣
長
の
学

風

を
慕

い
国
学

の
道
に

は
い
り
、
そ

の
門
人
と
な
り
宣
長

の
学
問
を
祖
述
し
た
。

絶
倫

の
精
力
を
傾
注
し
て
儒
・
仏
・
蘭
学
の
知
識
ま
で
も
自
己

の
神
学
体
系
に
と

り
入

れ
古
典

を
神
秘
的
哲
学
的
に
解
釈
し
、

い
わ
ゆ
る
平
田
神
道

を
樹
立
し

た
。

そ
の
実
践
的
性
格

の
学
風
は
、
当
時

の
尊
王
と
佐
幕
、
攘
夷
と
開
港
等
で
世
論

が
紛
糾
し
、
天
下
騒
然

た
る
時
に
際
し
人
心

を
強

く
刺
激
し
、
平
田
門
流

の
思
想

は
し
だ
い
に
政
治
色

を
帯

び
維
新

の
志
士

の
一
大
原
動
力
と
な

っ
た
。
篤
胤

の
没

後
は
そ
の
養
子

鉄
胤

が
そ
の
跡

を
継

い
だ
が
、
彼

は
あ
く
ま
で
も
自
分

は
そ

の
祖

述

者
で
あ
る
と
し

て
入
門
者

は
す
べ
て
篤
胤
没

後
の
門
人
と
し

て
過
ご
し

た
。
平

田
門

人
に
な
る
に

は
、
先
に
入
門
し

た
者

の
紹
介
に

よ
っ
て
入
門

の
礼

を
と

る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
。

小
野
村
（
現
辰
野
町
）
の
會
沢
義
髄

は
早
く

か
ら
平
田
門
に
入
門
し
て

い
た
が
、

そ
の
紹
介
に
よ
っ
て
南
殿
村
の
清
水
政
雄
が
ま
ず
没
後
の
門
人
に
な
っ
た
。
清
水

政
雄
は
ま
た
幾
人
も
の
人
を
紹
介
し
て
門
人
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
門
人
録
か
ら

本
村
分
を
摘
記
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
田
先
生
授
業
門
人
姓
名
録
（
右
肩
の
細
字
は
紹
介
者
）

殿
村
慶
応
二
　
対

牡

哺
一

郎
　
　
　

政
雄
　
　

殿
村
慶
応
二
　
皿
舟
行

ご
衛
門
　
　

徳
光

清
水
政
雄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
水
政
雄

″
　

延
命
葦
恵
証
尼
　
　
　
　
　
　

大
泉
慶
応
四
　

原
　

新
助
　
　
　
　

喜
平

//////

清
水
善
三
郎
　
　
　

道
直

倉
田

三
郎
兵
衛
　
　

友

善

倉
田
見
代
吉
　
　
　

重
章

″
　

清
水
三
郎
右
衛
門
　

稚
康

″
　

清
水
要

之
助
　
　
　

重
胤

神
子
柴

″
　

高
木
勘

之
丞
　
　
　

近
礼

一
方
、
同
村

の
有
賀
家
（
大
宗
館
）
は
養
女
（
実
は
阪
本
天
山
の
娘
）
桂
が
木

曽
馬

龍

の
島
崎
正
樹

の
父
に
嫁

し
て
お
り
、

ま
た
そ
の
娘

を
島
崎
家

へ
迎

え

よ

う

と

す
る
程
に
深

い
交

わ
り

を
結

ん
で

い
た
。
こ

の
島
崎
正
樹
は

熱

心

な

平
田

学

の

信
奉
者
で
あ

っ
た
。
従

っ
て
こ

の
有
賀
家
と
そ
れ
を

め
ぐ

る
大

び
と

の
中
に
も
そ

の
影
響

を
受
け

た
者

が
あ
っ
た
。
前
に
述

べ
た
「
南
殿
里
人
六
人
一
首

の
寿
碑
」

の
和
歌
に
も
見
ら
れ
る
歌
風
が
平
田
門

の
そ

れ
に
通
じ
て

い
る
の
を
見
て
も

わ
か

る
。
平

田
門
に
入
門
は
し
な
く
て
も
そ
れ
に
影
響
さ
れ
た
思
想
を
持

っ
た
大
た
ち

が

い
て
、
遊
歴

の
国
学
者
や
尊
王
家
と

の
交

わ
り
を
結

び
往
来
も
し
て

い
た
。

本
村

の
平
田
門

へ
の
入
門
を
紹
介
し

た
倉
沢
義
髄
は

か
ね
て
か
ら
廃
仏
毀
釈

の

思
想
に

よ
り
仏
式
葬
を
止

め
て
神
葬
に
復
礼
す

る
こ
と
に
大
変
骨
を
折

っ
て
神
葬

復
礼

を
許
可
さ

れ
て

い
た
。
そ

の
影
響
を
受
け
て
本
村

の
人

々
の
中
に
も
、
江

戸

時
代
に
は
決
し
て
認

め
ら
れ
な

か
っ
た
神
葬
復
礼
を
願

い
出
る
者
が
出
て
き
た
。

こ

の
こ
と

は
本
人
に
と

っ
て
は
改
宗
と

い
う
大
事
で
あ
り
、
か
つ
は
従
来
宗
門

改

め
に
よ

っ
て
寺
院

の
持

っ
て

い
た
権
限

か
ら
の
離

脱
で
あ
り
、
一
方
檀

徒
に
依
存
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し
て

い
た
寺
院
の
経
済
的
基
盤
を
ゆ
る
が
せ
る
こ
と
で

も

あ

る

大
問
題

で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
当
然
、

寺
院

側
か
ら
の
反

対
も
強
い
も
の
が
あ
っ
た
が
、
長

い

、、こｉ

間

の

為

政

者

か

ら

の

厚

い

庇

護

に

甘

ん

じ

て

堕

落

し

て

い

た

仏

教

者

に

愛

想

を

尽

か

せ

て

い
た

人

び

と

が

寺
院

か

ら
離

れ

る

よ

い
契

機

で

も

あ

っ
た

。

神

葬

復
礼

を

望
石

者

の
中

に

は
平

田

学

と

の
関

係

が

な

く

て

も

寺
院

を

維

持

す

る

費
用

の

点

か

ら

だ
け

で

も

改

宗

を

望

む

者

も

あ

っ
た

。
明

治

に

な

っ
て

神

葬

に

改

め

た

家

々

は

そ

の
理

由

は

思

想

の
上

か

ら

と

、

寺
院

僧

侶

に

対

す

る
反

感

の

上

か

ら

等

、
一

様

で

は
な

か

っ
た

が

、

本

村

に

は
平

田

学

の
影

響

に

よ

る

転

宗

者

が

ま

ず
先

鞭

を

つ

け

、

そ

れ
に

な

ら

っ
て

転

宗

し

た
者

が

か
な

り

多

か

っ
た

。

そ

の
と

き

の
願

書

の

一
例

を
示

す

。

恐

レ
乍
ラ
書
付
ケ
ヲ
以
テ
願
イ
上
ゲ
候

私
儀

年
来

ノ
志
願

二
付

キ
家
内
一
同
神
葬
祭
ノ
儀
御
許
容
下

シ
置

カ
レ
候
様
懇
願
奉

り
候
。
就

イ
テ
（

僧
徒

ノ
手
ヲ
離

レ
候
儀

二
付

キ
宗
門
改

メ
ノ
儀
（

村
役

人
ニ
テ
相
済

シ
、
死
亡
ノ

者

コ
レ
有

り
候
節
（

是

レ
亦
村

役
人
見
分

ノ
上
、
身
寄

り
近

親
ノ
者
葬

主
二
相

立
テ
　

皇

国
古
典

ノ
式

二
微
イ
葬
礼
執
行
候
様

二
仕

り
度

ク
、
右
願
イ
ノ
通

り
仰

セ
付

ケ
候
ス
（

有

難

キ
仕
合

ワ
セ
ニ
存

ジ
奉

り
候

。
コ
レ
ニ
依

り
此

ノ
段
願
イ
上
ゲ
奉

ジ
候
　
　
　
　

以

上

伊

那
郡
北
殿
村

長
百
姓
　

庄
右
衛
門
⑩

前
書
ノ
通
り
願
イ
上
ゲ
奉
り
候

二
付

キ
テ
（

以

後
人
別
改
メ
、
生
死

ノ
取

調
べ
等
村
役
人

共
ニ
テ
取
扱

イ
、
御
法

度
ノ
邪

宗
門
｛

勿
論
、
総
テ
紛
レ
ガ
マ
敷
キ
儀
決

シ
テ
仕
ル
間
敷

ク
、
コ
レ
ニ
依
り
私
共

｝
同
奥
印
願
イ
上
ゲ
奉

り
候

明
治
二
巳
年
九
月
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
　
百

姓
代
　

儀

丘（

衛
⑩

組

頭
　

久

兵

衛
⑩

名
　

主
　

又
左
衛
門
⑩

伊
那
県御

役
所

願
ノ
趣
聞
キ
届
ケ
候
事
　
　
⑩
俊
昌

⑩
落
合

（
千
桐
屋
文
書
）

こ
の
よ
う
に
し

て
神
葬
に
な

る
と
現
今

の
戸
籍
に
相
当
す
る
事
務
、
キ
リ

シ
タ

ン
禁
制
に

か
か
る
取
締

り
等

が
寺
院

の
手

を
離

れ
て
一
切
、
村
役
人
に
移

っ
た
の

で
あ
る
。二

　

水

戸

浪

士

北

殿

宿

通
過

】
」

今

様

奇

談

『
今
様
奇
談
』
と

い
う
珍
ら
し
く
貴

重
な
記
録

が
残
っ
て
い
て
（
南
殿
中
東
）
、
水

戸
浪
士
が
伊

那
街
道
大
泉
北
殿

宿
を
通
行

し
た
様
子

が
、

く
わ
し

く
絵
入

り
で
記

さ

れ
て

い
る

。
こ
れ
は
、
北
殿
の
山
崎
宇
八
郎
孝
輔
の
書
き
留

め
た
も
の
で
、
天

保
元
年

二

八
三
〇
）
か
ら
の
書
留
を
整
理
し
て
全
二
三
巻
を
一
一
冊
に
綴

っ
て
あ

り
、
明
治
一
七
年
で
終

っ
て

い
る
。
そ
の
巻
末
に
「
南
箕
輪
北

殿
耕
地
山
崎
宇

八

郎
絵
入
日
記
、
文
字
お
や
ま
リ
多
く
之
有
候
行
年
六
十
九
歳
書
」
と
あ
る
。
こ
の

第
三
冊

が
第
四
巻
と
五
巻

の
合
綴
で
、
水
戸
浪
士
の
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
。

い
ま
、
こ
こ
で

は
こ

の
「
元
治
元
甲
子
歳
浮
浪
一
件
」
の
う
ち
か
ら
水
戸
浪
士

が
伊

那
街

道
、
特
に
北
殿

を
通
過
し

た
様
子

を
、
抄
記
し
な
が
ら
記
す

。

浪

士
一
行

は
上
州

の
下
仁
ｍ

か
ら
内
山
峠
を
こ
え
て
、
元
治
元

年

二

八
六
四
）

の
一
一
月

一
八
日
に
信
濃
に
入
り
、
佐
久

の
平
賀
に
止
宿
し
た
。
幕
府
で
は
諸
藩

に
命

し
て
、

そ
の
上
京

を
阻

止
し

よ
う
と
し

た
が
浪
士
一
行
は
、
大
き
な
抵
抗
も

な
く
、

一
九
日
に

は
和
田
に

止
宿
し

た
。
二
〇

目
に
は
和
田
峠
で
、
諏
訪
・
松
本

藩

と
衝
突

し
て
双
方
犠

牲
者

を
だ
し
た
が
、
結
局
浪
上
軍

が
勝

っ
て
下

諏
訪
に

止

宿
し
た
。

さ
て
、
翌
二
十

一
日
高
遠
藩

が
平
出
で
一
戦
も
な

く
逃
げ
帰

っ
た
状
況
と
、
同

日
松
島

宿
泊

り
と
な
り
、
翌

二
二
目
北
殿
宿
通
過

の
状
況

と
は
、
次

の
よ

う
に
記
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第１節　明治維新と村人 の動き

さ

れ

て

い
る

。

岬
　

高

遠
様

一
発

も
な

し

…
…
誠

二
前
代
未
聞

ノ
事
ド

モ
デ

ア
ッ
タ
。

（

同

（
元

彷

万
年

）

十

一
月

二（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
な
め

二
日

高

遠

様

御

固

メ
、

平

出

宿

へ
野

木

要

様

御

同

勢

百

五

十

廿
一
）

人
バ
カ
リ

デ
御
固

メ
ナ
サ

レ
タ
。

其

ノ
時
、
和
田
峠
ノ

ー
戦
モ
終

ツ
テ

シ
マ
ッ

ク
ノ
デ
、
早
浪
士
モ
下

諏
訪
泊
リ
、
岡
谷
弁

当
デ
、
平
出
宿

へ
カ
カ
ッ
テ

キ
タ
時
、
高
遠
様
御
同
勢
、
此
ノ
体
ヲ
見
テ

ー
戦
モ
ナ
ク
、

沢
底
村

へ
逃
ゲ
入

ツ
テ

シ
マ
ッ
ク
。

一
人
、
諸
士
岡
村
元
蔵
（

馬

二
乗
り
逃
ゲ
ダ

シ
タ
所
、
馬

ガ
ソ

レ
テ
沢
底
窪
へ
入
ラ
ズ
、

長
岡
村
ノ
方

へ
逃
ゲ
入
リ
、
字
三
重
園

卜
云

フ
所
デ
落
馬

シ
、
長
岡
村
ノ
医

師

ニ

カ

カ

リ
、

ヨ
ウ

ヤ
ク
少

シ
ヨ
ロ
シ
ク
ナ

ッ
タ
ノ
デ
、
右
ノ
沢
底
村
へ
参
リ
（
皆
卜
）
同
道
デ
オ

屋
敷

へ
帰

ロ
ウ
ト
行

ク
所
、
小
河
内
村
卜
樋
口
村
ノ
間
デ
浪
士

二
出
合
イ
生
捕
ラ

レ
、
爰

デ
ス

ビ
ッ
ク
リ

シ
ク
。

ス
、
沢
底

ボ
ラ

ヘ
逃
入

ツ
タ
諸
上
（

、
長
岡
村

へ
下
几

土
民
ノ
世
話
デ
、
漸
ク
タ
飯
ノ

用
意
ヲ
ナ

シ
ク
。
ソ

レ
カ
ラ
無
チ

ョ
ウ
チ
ン
デ
、
山
ヅ
タ
イ
ニ
長
岡
村
土
民
ノ
案
内
デ
、

三
日
町
村
へ
下

几

ソ

レ
カ
ラ
漸
ク
チ

ョ
ウ
チ
ン
ヲ
少
シ

ツ

ケ

テ

御
帰
陣

ノ
体
デ
ア
ッ

タ
。
ソ
ノ

ー
手
（

沢
底
村
高
交
ト
イ
ウ

ヘ
出
、
夫
カ
ラ
サ

マ
ヨ
イ
、
黒
沢
へ
下

ル
者
モ
、

又
野
口
村
畔
松
へ
下

ル
者
モ
ア
ッ
テ
、
誠
ニ
ア
ワ
レ
デ
ア
ッ
ク
。

又
、
内
藤
様
一
陣
（

古
町

、
又
（

上
ノ
原

へ
岡
野
小
平
治
様
オ
固
メ
ナ
リ
（
以
下

略
）

（
南
殿
中
東
文
書
）

そ

の
様

子

を

絵

に

し

て

、
「

信

濃

国

上

伊

那

郡

平

出

宿

甲

子

十

一

月

廿

日

ヨ
リ

ニ

十

一
日

迄

高

遠

様

御

固

メ
有

増

ノ

図
　

一

戦

モ

之

無

ク

沢

底

村

へ
乱

入

ノ

場

」

と

し

、

平

出

宿

固

め

か

ら

一

戦

も

な

く

沢

底

へ
逃

げ

、

さ

ら

に

落

合

か

ら

長

岡

新

田

を

経

て

長

岡

へ
出

、

こ

こ

で

夕

飯

を

た

べ

、

三

日

町

か

ら

逃

げ

帰

っ

た

も

の

や

、

手

良

野

口

の
畔

松

か
ら

逃

げ

帰

っ
た

も

の

の
こ

と

、

ま

た

落

馬

し

た

岡

村

元

蔵

の

こ
と

ど
も

を

絵

巻

物

凰

に

描

い

て

い
あ

る

。

こ

の
さ

ま

を

狂

歌

で

、

「

そ

り

ゃ

来

た

と

逃

げ

る

沢

底

は

よ

け

れ

共

う

ろ

た

え

武

士

の

（
生
）
捕

の
恥

」

と

や

ゆ

し

て

い
る

。

こ

こ

で
、

思

わ

ぬ
落

馬

で
逃

げ

お

く

れ
、

生

捕

り
に

さ

れ

て
し

ま

っ

た
岡

村

の

こ

と

、

ま

た

固

め

の

親

玉

で

あ

っ

た
野

木

が

「
親

骨

の
肝

腎

要

が

逃

げ

だ
し

て
、

あ

と

の

小

骨

は

バ

上

フ
バ
ラ

」

と
、

戦

わ

ず
に

逃

げ

帰

っ

た
汚

名

の

こ
と

。

い
ず

れ

も
当

時

の
風

評

で

あ

っ

た

の

で

あ

ろ

う

。

近

世

の
夜

明

け
に

、

高

遠

城

で
割

腹

し

て
果

て

た
仁

科

五

郎

盛

信

の
勇

姿

と

、

明

治

の
夜

明

け
に

一
戦

も

な

く
遁

走

し

た
姿

と

は
、

い

か

に

も

対

照

的

で

あ

っ

た

。
尚
　

北

殿

宿
通

過

サ
テ
ス
、
浪
士
（

松
島
泊
リ
デ
、
岡
村
元
蔵
様
（

せ
き
や

ヘ
オ
預
ケ
ト
ナ
ル
。
村
々
デ
交

易

シ
タ
者
、
又
（

金
持
ヲ
呼
出

シ
、
用
金
ヲ
取

ル
モ
ノ
ア
リ
。

金
百
五
十
両
　

沢
村
酒
屋
儀
右
衛
門
　
　

金
六
十
両
　

藤
七
同
村
、

金
六
十
両
　

勝
右
衛
門
、
浪
士
へ
献
金
ナ
リ
。

木
下

村
磯

吉

金
七
十
五
両
、
金

七
十
五
両
　

同
村
士

手
長
十
、

壷
屋
万

七
二
人
デ
献

金

。
松
島
宿
北
村
、
ス
（

木
下
等

二
泊

久

木
下
越
後
屋
二
人
、
角
屋

二
四
人
泊
久

菊

一
卜
申

ス
茶
屋

二
一
人
泊
リ
、
オ
貞
卜
申

ス
水
ク
サ
キ
女

卜
一
コ
ン
ク
ミ
帰

ル

モ

ア

ッ

タ
。
本
下
村
青
木
ト
イ
ウ
茶
屋
ノ
前
デ
大

倫
（
火
）
ヲ
ク
キ
、
松

島
宿
（

三
ヵ
所

バ
カ
リ

大

カ
ガ
リ
ヲ

ク
イ
ク
。
北
村
デ
馬
ヲ
モ
ラ
ッ
ク
者
モ
ア
ッ
タ
。

こ

の
よ

う

に

、

浪

士

は

松

島
々

木
下

に

泊

っ
た

。

そ

の

こ

ろ

生

糸

な

ど

の

交

易

で

も

う

け

た

者

や

金

持

か

ら

軍

用

金

を

献

金

と

い
う
形

で

と

り

た

て

た

。

そ

の

額

は
合

計

四

二

〇

両

に

も

な

っ

て

い
る

。

い
よ

い
よ

南

箕

輪

通

過

で

あ

る

。

明
日
（

廿
二
日
四
ツ
時
（
午
前
十
時
）
北
殿
村
御
通
行

卜
相
成
ル
。
月
番
西
問

屋
（
大

泉
）
吉
右
衛
門
、
御
伝
馬
井
ビ

ニ
地
方
啓

フ
ズ
、
其
ノ
外
是
迄
当
テ
来
夕
村

々
、
南
殿

・

田
畑
・
神
子
柴
・
大
萱
・
羽
広
・
上
戸
・
中
条
・
与
地
・
大
泉
・
大
泉
新
田

・
吹

上
・
富

田
・
中
曽
根
・
塩
ノ
井
ノ
人
足
（

皆
詰
メ
テ
イ
ク
。
貫
賦

卜
唱

エ
ル

バ
荷
物
又
（

諸
色

ノ

世
話
ヲ
イ

ク
ス
者
ノ
名
デ

ア
ル
。
浪
士
（

八
、
九
百
人
通
行

シ
、
内

、
分
持
二
水
戸
池
田

575
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氏
卜
書
イ
タ
モ
ノ
モ
ア
ッ
ク
。
其
ノ
外

、
武
田
耕
雲
斎
、
田
丸
稲
之
右
衛
門
、
千
野
新
左

衛

門
具

足
手
記
シ
ノ
ア
ル
具
足
櫃

ヲ
ソ

ノ
マ
マ
負
ワ

セ
来

夕
。
井

ビ
ニ
陣
太
鼓

ニ
ホ
ラ
ノ

貝

ヲ
入

レ
、
人
足
四

人
持

デ
来

夕
。
陣
鐘
（

四
人
持
、
右
小
砲
玉
薬
二
三
荷
、
諏
訪
方
ノ

諸
品
ヲ
拾

ツ
テ
来

タ
ヨ
シ
デ
ア

ル
。
人
足
会
所
（

角
屋
中
町
弥
惣
二
、
馬
会

所
（

千

歳

屋

。浪
士
一
人
、
後

カ
ラ
切
棒

カ
ゴ

ニ
乗

り
来

ル
者

ガ
ア
ッ

タ
。
梅
川
竹
四
郎
、
藤
田
屋
庄

兵
衛
ノ
休

ム
所
デ
、
有
賀
屋
又
左
衛
門
、
問
屋
三
郎
兵
衛
二
人
、
た
ば
こ
入
レ
ヲ
又
左
衛

門
が
差

シ
上
ゲ

ク
。
三
郎
兵
衛
（

四
分
一
ノ
キ
セ
ル
ヲ
頂

戴

シ
ク
、
（
貰

ツ
タ
モ
ノ

デ
松

本
御
役
人
岡
本
勝
三
郎
様
、
森
川
半
平
次
様
御
出
役
デ
御
礼

シ

ガ

ア

リ
、
右
三
郎
兵
衛

べ

松
本
御
役
所
へ
三
納
ノ
節
持
参
イ
タ
シ
テ
、
御

役
所
（
御
目
付
）

カ
ラ
頂

戴

シ
テ
来

夕
）又

、
此
所

二
諏
訪
ノ
医
師
が
逗
留

シ
テ
イ
テ
、
浪

士
通
行

ヲ
拝

見
シ
テ
イ
ク
所

、
右

ノ

梅
川

二
見
ト
ガ
メ
ラ
レ
、
既

二
天
洙

ヲ
加

ヘ
ヨ
ウ
ト
シ
タ
。
松
林
寺

へ
逃
ゲ
入

ツ
ク
。
此

ノ
天

洙
ト
イ
ウ
（

切
ル
ト
イ
ウ
事
デ
ア
ル
。
然

ル
所

へ
、
あ
ひ
る
一
羽
、
右
梅
川

ノ
か
ご

ノ
中

へ
入
レ
持

ツ
テ
来

夕
。
あ
ひ
る
ガ
糞

ヲ
ヒ
ツ
タ
ノ
デ
、

あ
ひ

る
二
天
チ

ュ
ウ
ヲ
加

ヘ

ヨ
ウ
ト
シ
ク
。
仙

弥
・
磯
吉
両

人
が
夫

レ
（

ア
シ
（
マ
ズ
イ
）
ト
イ
ッ
テ
。
仙

弥
が
あ
ひ

る
ノ
首
ヲ
ネ

ジ
ッ
ク
。

マ
タ
マ
タ
浮
浪

士
持
参
道
具

、
大
筒
十

九
挺
、
小
砲
数
知

レ
ズ
、
生
捕
リ
ノ
岡
村
元
蔵

（
（

）

カ
ピ
タ
ン
浅

黄
、
紋
所
桐

ノ
ト
ノ
紋
所
、

ク
チ
ツ
ケ

コ
（

ク
嶋
デ
ツ
レ
テ
来

夕
。

夫

ヨ
犬

上
穂
宿
泊
リ
。
道

ス
ガ
ラ
歌

二

芦
原

ノ
御
国
ノ
為
卜

立
出
デ
テ
只
イ

タ
ズ
ラ

ニ
過

ル
月
日
ヲ

右
ノ
浮
浪

士
神
子
柴

ニ
テ
読

ム

（
二
）

こ

の
浪

士

通

行

の

さ

ま

は

「
元

治

甲

子

歳

十

一
月

廿

一

目
北

殿

宿

浪

士

通

行

ノ

図

有

増

記

」
（
図
６
１

１

）

の

絵

に

よ

く

描

か

れ

て

い

る

。

そ

の

進
軍

の
様

は

ま

こ

と

に

賑

や

か
で

堂

々

た

る
も

の
で

あ

っ

た

。

吹

き
流
し

の
旗

を
も

つ
先
頭
に
続

い
て
、
「
報
国
」

の
旗

を
も
つ

徒
歩
の
隊
、

さ
ら
に
に

ぎ
や

か
な
旗
や
荷
物
が
続
き
、
「
浪
士
医

師
」
が
馬
上
姿

で
、

そ
の
後

5 部



明治維新と村人 の動き第 １節

に
「
奉
勅
」
の
旗
を
も
つ
一
隊
が
あ
る
。

駕
龍

に
の
っ
た
総
大
将

の
「

武
田

高
雲
斎
」

の
後
に
大

筒
を
ひ

く
一

隊
、
副
将

「
浪
士
田

丸
稲
之
右

衛
門

」
は
馬
に

の
っ
て

い

る
。
「

日
本

魂
」

の
旗

を
お
し

た

て
た
後
に
、

諏
訪
で

分

ど

っ

た
「
高
島
千
野
新

左
衛
門
具
足
」

が
具
足
饌

の
ま

ま
、
四

人
で
持

っ
た
太
鼓
に

ほ
ら
貝
、

ま
た
大
砲

が
二
門
、
そ
し

て
最

後
に
岡
村

元
蔵

の
「

生
け
捕

り
元
蔵
」

が
歩

い
て
つ
い
て
い
く
。

大
泉
北
殿
宿

は
合
宿
で
、
東
側
に
北
殿

の
「
東
問
屋
」
、
西

側
に
「
大

泉

出

宿

問
屋
」

が
描

か
れ
、
「
下
十
日
分
、
口
番
」
と
記
さ

れ
て

い
る

の
は
、
こ
の
水
戸

浪
士
通
行

の
二
二
日
は
、
下
十
日
の
日
番
で
大
泉
宿
の
当
番
で
あ

っ
た
。
そ
の
そ

ば
に
「
貫
賦
」
と
記

さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
本
文
中
に
あ
る
と

お

り
、
「
荷
物

又

は
諸
色
世
話

を
致
し
候
者
」
で
あ

る
。

街
道
の
西
側
に
「
諏
訪
医

師
松
林
寺
逃
入
」
と
記

さ
れ
て
い
る
一
人
の
男
は
、

浪
士
梅
川
に
み
と
が
め
ら
れ
、
天
洙
を
加
え
ら
れ
よ
う

と

し

た

医

師
で
あ
る
。

「
松
林
寺
」
も
そ
の
向
こ
う
に
見
え
る
。
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萌
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図6-2　 浪士梅川より「きせる」頂戴の図

こ

の

一

行

の

あ

と

か

ら

切

棒

か

ご

に
乗

っ

て

き

た
浪

士

梅
川

竹

四
郎

に

つ

い

て

も

、

も

う

一

つ
の

絵

「

浪

士

梅
川

ヨ
リ

き

せ

る

頂

戴

ノ
図

」

が

あ

る

。
（
図
６
１

２
）

浪

士
梅
川

竹
四
郎
、
甲
子
十
一
月
廿
日
、
当
宿
藤
田
屋

ニ
テ
休
息
イ

タ
シ
右
ノ
場
所
へ

当
村

ノ
者
二

人
居
合
ワ

セ
、
又
左
衛
門
（

多
葉
粉
入

レ
差
上
ゲ
、
三
郎
兵
衛
（

四
分
一
ノ

さ
せ

る
頂
戴

イ
ク
シ
候

。
外

二
仙
弥
磯
吉
弐
人
、
梅
川
氏
ヲ
伊
那
部
宿
へ
送
リ

シ
人
足
ナ

こ

の
絵

は

お
も

し

ろ

い
絵

で

、

ま

ず

藤

田

屋

の
看

板

が

富

士

山

の
絵

と

た
や

で

「

八

た
や
」
と
描
か
れ
、
総
髪
に
鉢
巻
を
し
た
浪
士
梅
川
か
ら
、
問
屋
で

あ
り
年
寄
り
で
あ

っ
た
三
郎
兵
衛
が
、
き
せ
る
を
頂
戴

し
て
眺
め
て

い

る
。
「
問

屋
年
寄
三
郎
兵
衛
」
「
浪
士
梅
川

ヨ
リ
き

せ

る

頂
戴
ノ
図

」
と
記

さ
れ
、
浪
士
の

前
に
は
た
ば
こ
盆
が

お

か

れ
、
「
年
寄

又
左
衛
門

」
が
そ
の
や
り
と
り
を
見

て
い

る
姿
が
描
か
れ
て

い
る
。

藤
田
屋

の
縁
先
に

は
、
切
棒

か
ご
の
前
に

二
人

の
男
仙

弥
、

磯
吉

が
す
わ
り
、

仙

弥
が
あ
ひ
る
に
天

洙
を
加

え
て
い
る
。
図
に

は
「
磯
吉
仙

弥
、
右
仙

弥
あ
ひ

る

に
天
洙
く
わ
え
る
図

」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
（
図
６
－

２
）
　
　
　
　
　
　
　
¨

か
ご
を
か
つ
ぐ
人
足
に
か
り
だ
さ
れ
た
仙

弥
が
、

ま
さ
に
首

を
し

め
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
「
天
洙

は
首
を
切

る

こ

と
、

そ
れ
は
い
け
な
い
、
切

っ
て
は
い
け
な

い
、

首
を
ね
し
る
」

な
ど
と
、

ど
こ

か
に

ユ
ー
モ
ア
の
あ

る
記
述
も
あ
る
。

匈
　
浪
士

追
い
打
ち
の
通
行

さ
て
、
浪
士

を
追

っ
て
田
沼
玄
蕃

の
組
に
属
す
る
歩
兵
も
通

っ
た
。
そ
れ
は
浪

士
通
過

よ
り
二

日
お
く
れ
た
、
一
一
月
二
四
日

の
「
夕
七

ツ
時
」
（
午
後
四
時
）
で

あ
っ
た
。

あ
わ
た
だ
し

く
幕
命

を
う
け

て
追
打
ち

の
使
者
の
ゆ
き
き
が
あ

っ
て
、
北
殿
大

泉
宿

も
松
島
宿
と
共
同
し

て
お
び
た
だ
し

い
人
馬
を
用
意
し
て
、
継
立
て
を
す
る

こ
と
に

な
っ
て
い
た
。
し

か
し
、

そ
れ
は
お
泊
り
で
な
く
、
お
休
み

だ
け
で
あ

っ
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図6-3　 浪士追打ち（松島宿，北殿宿合 宿で継立ての図）

た
。
ま
ず
、
絵
図
に
よ
っ
て
そ
の
様
子
を
記
す
。（
図
６
１
３
）

絵
図
に
は
「
元
治
元
甲
子
十
一
月
二
四
目
、
浮
浪
士
追
打
ち
と
し

て
、
田
沼
玄
蕃
頭
様
御
組
歩
兵
方
御
通
行
、
松
島
宿
北
殿
宿
両
宿
合

宿
ニ
テ
継
立
テ
当
宿
夕
七
ツ
時
通
行
ノ
事
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
街

道
の
南
側
の
先
頭
に
は
「
歩
兵
方
案
内
人
宇
八
」
が
一
隊
に
何
か
命

令
を
し
て
い
る
。
次
に
、
東
西
の
問
屋
前
に
相
当
数
の
一
隊
が
通
行

し
て
い
る
。「
北
殿
宿
問
屋
」
前
の
一
隊
は
日
の
丸
の
旗
を
お
し
た

て
て
い
る
。
そ
し
て
後
尾
に
は
駕
龍
と
そ
れ
に
従
う
一
隊
が
進
ん
で

い
る
。

街
道
の
東
側
に
は
休
憩
し
て
い
る
の
か
、
叉
銃
し
て
い
る
隊
が
南

と
北
に
見
え
る
。「
歩
兵
方
御
休
松
屋
」
と
い
う
よ
う
に
記
し
て
あ

り
、
そ
れ
か
ら
、
北
屋
舗
・
北
殿
宿
問
屋
・
ち
と
せ
や
・
藤
田
屋
・

ち
き
り
や
の
六
軒
が
東
側
に
、
西
側
に
は
南
か
ら
あ
る
が
や
・
大
泉

出
宿
問
屋
が
あ
る
。
く
ら
田
々
・
よ
し
だ
や
・
鎌
倉
屋
の
前
に
は
人

だ
か
り
が
し
て
い
る
。
こ
の
鎌
倉
屋
主
人
が
、
こ
の
「
今
様
奇
談
」

の
著
者
で
あ
る
。

鎌
倉
屋
の
北
に
見
事
な
松
の
木
が
あ
宍

そ
こ
に
「
御
高
札
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ず
っ
と
後
方
に
「
上
野
山
松
林
寺
」
が
見
え

る
。絵

図
を
み
て
い
る
と
、
追
手
の
大
将
田
沼
玄
蕃
に
属
す
る
歩
兵
方

睦
軍
奉
行
大
井
太
郎
助
の
引
率
す
る
歩
兵
組
五
〇
〇
人
の
進
軍
の
姿

は
、
剣
付
き
鉄
砲
の
歩
兵
隊
な
の
で
行
動
的
近
代
的
で
あ
る
の
に
、

二
日
前
同
仁
道
を
通
っ
た
浪
士
軍
は
お
び
た
だ
し
い
旗
を
お
し
た
て

て
大
砲
か
ら
陣
太
鼓
を
も
っ
て
い
て
、
い
か
に
も
対
照
的
で

あ
っ

た
。
す
ぐ
に
も
追
い
つ
か
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
し
か

し
、
こ
の
追
い
打
ち
隊
は
、
浪
士
軍
に
つ
か
ず
離
れ
ず
、
ゆ
っ
く
り

578
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進
軍
し
て
追

い
う
ち
を

か
け
る
風
は
み
え
な

か

っ

た
。
「
浪
士
に
は
追

い
付

か
ぬ

よ
う
道
法
を
そ

ろ
そ

ろ
行
く
は
歩
兵
仕
な
も
の
」
と
あ
な

ど
ら
れ
て
も

い
た
し

か

た
の
な

い
戦
意

の
な
さ
で
あ

っ
た
。

こ

の
と
き
北
殿
宿
で
、
か
り

だ
さ

れ
た
人
足
は
二
〇
〇
人
で
、
馬

は
一
八
匹
で

あ
り
、
総
勢
一
三
八
四
人
の
大
通
行
で
あ

っ
た
と

い
う
。

夭

泉
中
宿
文
言

な
お
、
浪
士
の
一
行
は
、
二
二

目
上
穂
泊
、
二
三
日
片
桐
大
島
泊
、
二
四
日
駒

場
泊
、
二
五
日
上
清
内
路
泊
で
美
濃
へ
出
て

い
っ
た
。
美
濃
か
ら
近
江
路
を
さ
け

て
越
前

へ
入

っ
た
が
北
国
の
大
雪
に
疲

れ
て
遂
に
金
沢
藩
の
軍
門
に
降

っ
た
。
浪

士

た
ち
は
各
方
面
の
同

情
や
運
動
も
空
し
く
、
冪
命
に
よ
り
追
手

の
田

沼
玄
蕃
に

よ

っ
て
、
敦

賀
の
松
原
に
お

い
て
斬
首
、
打
首
等
の
処
刑
を
さ
れ
た
。

時

は
翌
元
治
二
年
（
慶
応
元
年
・
一
八
六
五
）
二
月
四
日
で
あ

っ
た
。

今
様
奇
談
に
は
記
さ
れ
て

い
な

い
が
、
こ
の
と
き
松

島
か
ら
も
一
四
～
五
名
が

使
役
に

つ
れ
去

ら
れ
て

い
た
。
こ
う
し

た
者
は
む

ろ
ん
釈
放

さ
れ
て

い
る
。
高
遠

藩

の
岡
村
元
蔵
に

つ
い
て
、
宮
田
宿

の
山
浦
藤

左
衛
門

が
気

の
毒
に
思

っ
て
上
穂

宿
で
願
下

げ
を
願

い
出

た
ら
山
浦
氏

も
縄
を
か
け

ら
れ
、

か
ら
く
も
縄

を
は
ず
し

て
帰

っ
た
。
岡
村

は
と

う
と

う
敦
賀

ま
で

つ
れ
ら
れ
て
い
っ
て
、
こ
こ
で
釈
放

さ

れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

㈲
　

『
天
狗
勢
の
本
州
縦
断
』

本
村
南
殿
出
身

の
畑
市
次
郎
（
俵
屋
）
の
、
『
幕
末
水
戸
藩

の
苦
悩
Ｉ
天
狗
勢

の

本
州
縦
断
』
と
い
う
著
書
が
あ
る
。
著
書
は
、
幼
い
こ
ろ
焚
火
の
燃
え

る
炉
端

で
、
村

の
老
人

た
ち
か
ら
丞

戸
浪
士
通
行

の
目
撃
談

を
聞

い
た
。
そ

の
す

さ
ま
じ

く
痛
々
し

い
通
行

の
は
げ
し

い
感
勣
が
も
と
に
な

っ
て
、
こ

の
書

け
で
き

た
と

い

こ
の
大
著
に

は
筑
波

山
挙
兵

か
ら
最

後
ま
で

の
浪
士

の
動
き

が
記

さ

れ

て

い

る
。
和
田
峠

の
激
戦

な
ど
そ
の
多

く
を

割
愛

し

て
、
「
五
、
伊
那
路
を
行
く
」
を

抄
記
し

て
『
今
様
奇
談
』
と
ち
が
う
点
を
明
ら
か
に
し
た

い
。

天
狗
党

の
軍
師
は
山
国
兵
部
で
、
隊
伍
の
編
成
・
布
陣

の
隊
形

な
ど
は
真
に
軍
師
に
値

し
て

い
た

。
下
仁
田

の
戦

い
、
和
田
峠
で
松
本
諏
訪

の
軍
を
撃
退
し
て
以
来
、
も
は
や
そ

の
進
路
を
圓
ま

ん
と
す

る
も

の
も
な
く
行
進
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

下
諏
訪
を
出

た
浪
士
た
ち
は
、
昨
日

の
戦
で
疲
れ
き
っ
た
足
を
ひ
き
ず
り
な
が
ら
黙
々

と
南
に
向
け
て
急

い
だ
。
平
出
で
大
休
止
を
し
昼
食
を
と
り
、
戦
死
者
の
首
は
京
都
ま
で

持

っ
て
い
く
予
定
で
あ
っ
た
が
、
断
念
し
て
平
出
の
宗
見
寺
裏
に
埋
め
、
深
傷
負
い
で
旅

を
続
け
ら
れ
な
い
幾
人
か
竺

朕
の
介
錯
で
、
こ
こ
に
葬
ら
れ
た
。

こ
こ
か
ら
浪
士
軍
は
二
隊
に
分
か
れ
、
一
隊
は
天

竜
川
左
岸
を
赤
羽

、
樋
口
、
小
河
内

と
通
天
　

一
隊
は
右
岸
を
宮
木
、
新
町
、
羽

場
、
大

出
を
経

て
松
島

で
合
流
し
、
こ
こ
に

宿
泊
し
た
。
翌
二
二
日
松
島

を
発

っ
た
。

こ
の
間
に
高
遠
藩
は
防
戦
の
準
備
と
部
署
を
含
め
、
四

隊
に
分

か
れ
一
隊
は
本
城

の
守

備
、
天
神
山
に
は
内
藤
与
兵
衛
、
聖
天
原
に
は
岡
野
小
平
治
、
平

出
に
は
野
木
要

人
を
出

陣
さ
せ
て
、
伊
那

の
入
口
を
守
備
さ
せ
た
。

野
木
の
率
い
る
一
隊
は
初
め
辰

野
に
陣
し
た
が
、
平

出
の
堰
山
に

移

っ

て

陣

を
は
っ

た
。
平
出
宿
で
は
家
財
を
片
づ
け
、
老
幼

婦
女

は
み

な
避
難

し
た
。

二
一
日
早
朝
、
斥
候
を
だ
し
て
探

ら
せ
た
と
こ
ろ
、
浪
士
の
大
集
団

が
伊

那
に
向

か
っ

て
い
る
と
い
う
。
野
木

隊
は
砲
一
発
も
発
す
る
こ
と
な
く
、
陣

を
撤
し
、
沢
底

、
長
岡
新

田

の
山
を
こ
え
て

手
良

に
出
て

、
天

神
山
に
引
揚
げ
て
し
ま

っ
た

。
そ

の
狼
狽

ぶ
り

は
、

親
骨
の
肝
腎

要
が
逃
げ
だ
し
て
ば
ら
ば
ら
だ
と
い
う
唄
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
武
士
に
似

合
わ
ぬ
こ
と
だ
と
い
う
人
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
浪
士
の
一
隊
が
何
の
抵

抗
も
な
く
松
島
に
向

か
い
、
避
難

し
て

い
た
人
々
も

だ
ん
だ
ん
帰

っ
て
き
て
、
安

堵
の
胸

を
な
で

お
ろ
し
、
異
口
同
音
に
高
遠
が
攻
撃
に
出

る

こ
と
な
く
、
守
備
の
方
針
を
持
し
た
こ
と
を
あ
り
が
た
が
っ
た
。

二
一
日
夜
、
藩
士
の
う
ち
硬
骨

の
士
が
、
松
島
宿
に

宿
営
中

の
浪
士

を
襲

お
う
と
し

た

が
、
藩
の
重
役
は
採
用
し
な
か
っ
た
。
岡

野
小
平

治
の
一
隊
も
、
聖
天
原
で
浪

士
の
通
行

後
、
数
発

の
鉄
砲
を
発
し
た
だ
け
で
、
天

神
山
へ
引

き
下

が
っ
た
。

高
遠
町

の
古
老
が
『
花
畑
雑
記
』
の
中

で
、
野
木
要

人
が
熟
慮

し
た
末
、
全
軍

を
総
転

進
さ
せ
た

の
は
、
恐
れ
を
な
し
た
の
で
は
な
い
。
こ

う
し
て
平
和
裡
に
伊

那
谷

を
通
過

す
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る
き

っ
か
け
を

つ
く

っ
た
こ
と
が
わ
か

っ
て
、
野
木
要
人

の
悪
口
を
い
う
者
は
な
く
な
っ

た

（
『
天

狗
勢
の
本
州
縦
断
』
）

こ

こ
で

は
野

木

要

大

の
と

っ

た
態

度

は
、

腰

抜

け

と

あ

ざ
笑

う

通

説

に

対

し

て
、

最

も

賢

明

な

措

置

で

あ

っ

た
と

い

っ
て

い
る

。

大

衆

は

無

責

任

な

面

白

半

分

に

誇

張

し

て

い
う

も

の

だ
が

、

真

実

は
そ

の
人

の
平

常

の
行

為

と

、

そ

の

時

の

情

勢

と

を

併

せ

判

断

す

べ
き

で

あ

る

と

い

っ
て

い
る

。

飯

田

藩

で

は
、

国

学

者

の
あ

っ
せ

ん

で

、

浪

士

に

間

道

を

通

過

さ

せ

て

、

そ

の

成

功

を

喜

ん
で

い
た

が

、

後

に

幕

府

か

ら

そ

の

無

抵

抗

を

と

が

め

ら

れ

て

、

城
代

家

老

と

清

内

路

の
関

守

と

が

、

切

腹

を

命

じ

ら

れ

て

、

つ

い
に

犠

牲

者

を

出

し

て

し

ま

っ

た

。

奇

し

く

も

同

村

の

う

ち

か

ら

『

今

様

奇

談

』

と

『
天

狗

勢

の

本

州

縦

断
』

と
、

水

戸

浪

士

に

つ

い
て

二

人

が

、

力

作

を

残

し

て

く

れ

た

。

こ

れ

は

そ

の

通
過

が
、

沿

道

の
住

民

に

強

い
印

象

を

与

え

た

結

果

で

あ

ろ

う

。

野

木

要

人

が

幕
末

と

い

う

時

代

に

処

し

て

、

侍
大

将

ら

し

い
侍

で

あ

っ

た

の

か
、

そ

れ

と

も
腰

抜

け

で

あ

っ

た

の

か

、

問

題

を

残

し

て

い
る

こ

と

も
興

味

深

い
。

三
　

お
か
け
祭
り

慶
応
三
年
一
一
月

二
（
日
か
ら
三
日
間
、
こ
の
地
方
に
も
お
札
が
降
り
、「
お

か
げ
祭
り
」
が
行
な
わ
れ
た
。

こ
の
年
の
正
月
、
明
治
天
皇
が
天
皇
の
位
に
つ
か
れ
た
。
一
〇
月
に
は
徳
川
慶

喜
は
政
権
を
奉
還
し
て
、
王
政
復
古
と
な
っ
た
。
多
年
圧
政
に
苦
し
ん
で
い
た
住

民
は
、
新
し
い
時
代
の
到
来
を
喜
び
期
待
し
て
は
い
た
が
、
凶
作
続
き
で
生
活
は

よ
く
な
ら
ず
ど
こ
か
半
信
半
疑
の
状
態
で
あ
っ
た
。
当
時
信
州
諸
藩
の
大
名
た
ち

は
日
和
見
的
で
、
尊
王
と
も
佐
幕
と
も
ふ
み
き
れ
な
い
で
い
た
。

そ
こ
へ
降
っ
て
わ
い
た
よ
う
に
、
大
泉
村
の
四
〇
軒
近
い
家
に
お
札
が
降
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
王
政
復
古
こ
そ
神
様
や
仏
様
の
「
お
か
げ
」
に
よ
る
あ
り
か

た

い
も
の

だ
と
、
信
じ
こ
ま
せ
た
。

神
社
や
仏
様
の
お
札
が
、
家
人
の
知
ら
な
い
間
に
、
家
の
中
々

縁
側
な
ど
に
お

い
て
あ
る
。
朝
起
き
て
、
こ
の
札
を
見
つ
け
て
、
天

か
ら
お
札

が
降
っ
て
き
た
と

い
っ
て
、
大
騒
ぎ
と
な
る
。
こ
の
世
の
中
が
幕
政
か
ら
王
政
へ
と
大

き
く
変

わ
っ

た

の
は
、
神
様
や
仏
様
の
お
か
げ
た
、
お
か
げ
祭
り
を
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に

な

っ
た
。
「
お
か
げ
た
、
お
か
げ

た
、
お
か
げ
だ
よ
。
ヤ
ッ
チ
ョ

ロ
、

ヤ
ッ
チ
ョ
ロ
」

と

い
う
囃
し
言
葉
も
ど
こ
か
ら
か
伝
わ
っ
て
き
て
、
村

人
も
う
か
れ
て
そ
の
囃
し

を
は
や
し

だ
し
た
。

お
札
降
り
は
、
近
畿
・
東
海
方
面

か
ら
始
ま
り
、

全
国
に

ひ
ろ
ま
っ
た
の
が
、

当

村
に
も
き
た
の
で
あ
る
。
次
表
の
よ
う
に

何
枚
も
の
各
地

の
お
札

が
、

ど
こ

か

ら
ど
の
よ
う
に
配

ら
れ
た
か
と
、

ふ
し

ぎ
で
あ
っ
た
。

大

神
宮
　
　

（
伊
勢
）

善
光
寺
　
　

（
長
野
）

九九

秋
葉
山
　
　

（
静
岡
県
周
知
郡
）
四

津
島
様
　
　

（
愛
知
県
）

え

べ
す
大
黒

（
出
雲
）

九
頭
竜
　
　

（
戸
穏
村
）

七-一

鳳
来
寺
　
　

（
愛
知
県
）

富
士
浅
間
　

（
富
士
吉
田
）

一
三
社
　
　

（
諏
訪
明
神
属
）

加
し

ま
　
　

（
茨
木
県
鹿
島
）

水
天
宮
　
　

（
江
戸
）

春
野
山
・
蚕
玉
様
等

一 一

降

っ
た
お
札

は
、
右

の
よ
う
に

広
い
範
囲

か
ら

の
も

の
で
あ

っ
た
。
お
札
は

い

ろ
い
ろ
あ
っ
た
が
、
例
え

ば
富
士
浅
間
神
社

の
お
札
は
、
御
本
尊
が
ち
ゃ
ん
と
状

袋
に
入

っ
て
い
た
。

呂

…
…
…
「
作
吐
作

々
川

目

御
守
護
」

内
容
　
　
　
　
　
　

大
山
祇
命

御
本
尊
…
…
「
天
津
彦

々
火
瓊

々
杵
尊
」

木
花
開
耶
姫
命

お
札
が
降

っ
た
家
で
は
そ

れ
を
ま
ず
神
棚
に
納
め
て
灯
明
や
供
物
を
あ
げ
、
村

の
人

々
に
振
舞

い
酒
を
出
し
て
、
お
祝

い
を
し
た
。
ふ
し
ぎ
な
こ
と
に
、

そ
の
も
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第１節　明治維新 と村人の動き

て
な
し

の
可
能
な
家

々
、

つ
ま
り
当
時

の
有
力
者
と
目
さ
れ
て

い
た
家

々
に
降

っ

た
。
田
畑

を
も

っ
た
家
と

か
、
以
前
名
主
を
勤

め
た
こ
と
の
あ
る
家
に
は
、
必
ず

表
６
ｊ
ｌ
　
大
泉
村
へ
ふ
っ
た
お
札
（
慶
応
三
年
一
一
月
一
六
日
）

お
札
が
降

っ
て

い
る
。
住
民
大
衆
に
王
政
復
古
は
あ
り
か
た
い
、
お
め
で
た
い
と

い
う
こ
と
を
、
い
か
に
し
て
わ
か
ら
せ
る
か
と
い
う
と
き
、
こ
れ
は
い
か
に
も
好

適
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
「

お
か
げ

祭

り
」
と

い

っ

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 － 一 一 一 一 一 一 一 一

ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ

津　 犬　 奈　 善　 善　 江　 ゑ　 大　 善　 秋　 秋　 袷　 富　 津　 春　 津　 津　 鳳　 大　 大

ｸﾚW ぐ よ 特 ル に

ぶ

つ

か

お

札

名

家

号

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ

ぉ　 以　 善　 秋　 同　 同　 同　 善　 春　 大　 大　 大　 津　 大　 大　 加　 九　 秋　 大

い に ｽな゙ 蕃
右 右

球 畿 聡 白 牡 ぽ 訃 訃 翫 臨 訃 旅 譜

スづ　　　　 レ レ レ　 レ ド リ ャ

ハ

ら 枚 兵 仁 助 友 助 五 新　 宇 平 善 武 新 平 利 忠 三 孫

じぷ　　 言八 万 否卜t 涼 竺
作

言 訟 迄言 ば

∧

墓 沓
。ｸｸﾊ

回　　　　　　　門　 門　　　　　　　黄　　　 全　　門　 門　 門　　　　　　　門　　　　年t

札　　
⌒ ⌒ 一 一 一 一 ⌒ 一 一 ⌒ － 一 一 一 一 ⌒ ⌒
Itﾄﾞ ﾌﾞ　jな 贈　 喬　 ｽﾞﾆ　弓　 卓　 令　 こ　 巣　 箭　 え　 俎　 奈　 碧:　卒

奈 言 言 ゛ ‾ 言　　 ゛ ゛　　j 万 完 言 ‾ ‾ ゛ ‾

心　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　心　 Ｗ

ふ

っ

た

お

札

名

家

号

た
。こ

の
お
か
け
祭
り
は
、
住
民
を
有
頂
天
に
し
た
。

当
時
天
下
領
で
あ
っ
た
当
地
は
、
高
遠
藩
な
ど
よ
リ

多
少
の
よ
ゆ
う
は
あ
っ
た
が
、
長
い
間
の
幕
藩
体
制

の
も
と
で
何
事
も
い
う
な
り
に
な
っ
て
忍
び
に
忍
ん

で
き
た
。
そ
こ
へ
こ
の
お
札
で
あ
る
。
新
し
い
時
代

の
夜
明
け
と
ば
か
り
、
日
ご
ろ
内
に
秘
め
て
い
た
抵

抗
意
識
が
、
一
度
に
噴
出
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ふ
し
ぎ
な
こ
と
に
こ
の
祭
り
の
「
せ
わ

人
中
」
と
し
て
Ｉ
〇
名
、
若
者
頭
三
名

示

宿
・
市

湯
・
原
町
）
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
名
主
の
名
前
が

な
い
。
従
来
、
祭
の
世
話
役
は
必
ず
村
役
人
で
あ
る

名
主
が
、
先
頭
に
立
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
ろ
は
一
年

交
代
の
名
主
で
あ
っ
た
。
名
主
で
な
い
世
話
役
、
こ

こ
に
も
民
衆
の
心
を
湧
き
た
た
せ
る
も

の
が
あ

っ

た
。さ

て
、
祭
の
行
列
で
あ
る
が
、
二

月
の
二
（
日

か
ら
一
八
日
ま
で
の
三
日
間
各
村
々
を
お
り
歩
い
て

い
る
。
世
の
中
が
変
わ
っ
て
王
政
復
古
に
な
っ
た
喜

び
を
、
む
し
ょ
う
に
祝
い
な
が
ら
、
整
然
と
し
た
隊

伍
を
く
ん
で
、
は
や
し
練
り
歩
い
た
と
記
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
「
囃
方
」
と

い
う
の
が
、
お
か
げ
祭
り
の

は
や
し
方
で
あ

っ
た

。
こ
れ
は
後
に
記
す
よ
う
に
、
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一
本

調
子

で
ど
ん
ど
ん
進
行

す
る
テ

ン
ポ

の
早

い
は
や
し
方
で
あ

っ
た
。

お
か
け
祭

り
の
行
列

は
次

の
よ
う
で
、
娘
や
女
子
供

を
含

め
て
村
中

の
、
鳴
り

物
入

り
の
大
行
列

で
あ
っ
た
。

先

箱
　
　
　
　

大
と

り
毛

金
も
ん
先
旗
　

二
人
－

並
坂

や
っ
こ
Ｉ

以
等
宍

先

箱
　
　
　
　

小
と

り
毛
　
　

、
人

∵

伊
纒
－
皿
に
騏

皿
よ

ぼ
芒

轟
十
人－
で

♀
善
言
大

轟
紆
－
に
や
上
平

訂
詐
言

言

つ
づ
み

た
い
こ
　
　
　

曳
　
・ヽ

つ
づ
み

た
い
こ
Ｉ

中
１１
京
七

ず

・
三
日
間

の
日
程

は
次

の
よ
う
で

あ
っ
た
。

ぺ

づ
肛

づ
六
日
　

大
泉
神
社

（
明
神
様
）
↓

大
泉
公
園
（
二
本
か
ら
松
）

∴

一
月
一
七
日
　
大
泉
新
田
へ

・
一
一
月
一
八
日
　
南
殿
（
八
幡
様
）
↓

北
殿
↓

塩
ノ
井
↓

久
保
↓

木
下

「

お
か
げ

た
、

お
か
げ

た
、

お
か
げ

た
ね

。
ヤ
ッ
チ
ョ

ロ
ヤ
ッ
チ
ョ

ロ
」
と
ね

り
歩

い
た
の
で

あ
る
。

庶
民

は
こ

の
⑩
言
葉
そ

の
ま
ま
に
、
新
し

い
時
代
を
迎
え
る
こ
と

の
で
き

た
の

は
、

神
仏

の
お
か
げ
で
あ

る
と
、
こ

の
世
直
し

の
祭
り
を
盛
大
に
し

た
。
時
節

は

長
州
再
征

の
結
果
・
‐
米
価

を
け
じ
め
物
価
が
上
昇
し
、
打
ち
続

い
た
凶
作
や
重
税

に

あ
え

い
で

い
た
民
衆

は
、
慶
応
元
年

か
ら
二
年

へ
と
百
姓
一
揆

を
爆
発
的
に
多

く
し

た
が
、
慶
応
三
年

か
ら
急
に

あ
の
「
え
え

じ
や
な

い
か
」

の
運

動

に

変

わ

り
、
百
姓
一
揆

は
激

減
し

た
。

こ

れ
は
「
世
直
し
」

の
要
求
を
宗
教
的
形

態
で
実
現
し

た
も

の
で

あ
久

倒
幕

派
志
士

ら
は
大
衆
混
乱

を
助
長

さ
せ
、
幕
府

の
支
配
力

を
麻
庫

さ
せ
、
同
時
に
人

民

の
闘
争

を
そ

ら
せ
、
こ

の
間
に
王
政
復
古

の
大
業

を
容
易

な
ら
し

め
た
も

の
で

あ
る
と
、
（
遠
山
茂
樹
）
い
っ
て

い
る
。

と
に

か
く
、
札

の
降

っ
た
家
は
、

た
ち

ど
こ

ろ
に
大
騒
ぎ

と

な

り
、
「
そ

れ
酒

よ
・
餅
よ
・
こ

わ
め
し
よ
」
と
呼
ば
な

い
人
ま
で
集
ま
っ
て
き
て
、
飲
む
や
ら
、

食
う
や
ら
、
こ
ぼ
す
や
ら
、
歌
う
や
ら
、
舞
う
や
ら
、
踊
る
や
ら
、
村
中
こ

ぞ
っ

て
大
騒

ぎ
し

て
、
新
し

い
時
代

の
前
触

れ
に
よ

い
し
れ
た
。

四
　

維

新

と

村

人

の
動

き

当
村
一
般
住
民

が
、
維
新

の
鼓
動
を
肌
で
感
じ

た
こ
と
と

い
っ
た
ら
、
慶
応
四

年
（
明
彷

几
年
）
の
早
春
、
討
幕
と
年
貢
半

減

を

布

告

し

て
、
伊

那
谷
を
北
上
し

て
き
た
官
軍
先
鋒

隊
の
通
行
で
あ

っ
た
に
ち
が

い
な

い
。

こ

の
年

の
二
月
四
日
に

は
高
松

隊
（
贋
勅
使
）
が

宮

田

に
泊

っ
て

い
る
。
こ

れ

は
鳥
羽
伏
見

の
戦
で
敗
退
し

た
慶
喜

を
追

っ
て
、
勅
命

の
な

い
ま
ま
京
都
を
出
発

し

て
、
各
藩
や
幕
府
領
に
帰
順

を
求

め
な

が
ら
「
官
軍
鎮
撫

隊
」

の
旗
を
先
頭
に

進
ん
で
き
た
。
高
遠
藩
主
内
藤
頼
直

は
慶
喜
に
随
行
し

て
い
た
の
で
、
慶
喜
と
運

命

を
共
に

す
る
覚
悟
で

あ
っ
た
が
、
情
勢

が
急
変
し

た
の
で
藩
主

の
い
な

い
高
遠

藩
で

は
和
戦

の
態
度
を
決
し

か
ね
て

い
た
。
水
戸
浪
士
の
通
行
後
、
大
勢
は
帰
順

に
決
し

て
い
た
。
伊
那
・
松
本
・
諏
訪

の
各
藩
が
帰
順
し
、
甲
府
も
帰
順
し

た
。

先
鋒
隊

は
贋
勅
使
で

あ
る
こ
と
を
二
月
一
〇
日
に
布
告
さ
れ
、
甲
府

か
ら
悄
然
と

中

山
道
を
京

都
に
引

き
帰

し
か
。

二
月
五

日
に

は
相
楽
総
三
響
導

隊
（
贋
官
軍
）
も

宮

田

白

心

寺
に
止
宿
し

た
。

こ
れ
は
岩
倉

の
東
海
道
軍

の
出
発
前
に
京
都

を
出
発
し

て
、
そ

の
先
鋒

隊
と
な

る

命
令

で
あ
っ
た
が
、
東
山
道
で
伊
那
路

を
経

て
碓
氷

の
関

を
お
さ
え
よ
う
と
し
て

い
た
。
こ
れ
も
二
月
一
〇
日
に
贋
官
軍

と
布
告
さ
れ
、
情
勢

は
一
変
し

て
下
諏
訪
で

処
刑

さ
れ
た
。
宣
撫

に
あ
た
っ
て
「
年
貢
半

減
」

を
か
か
げ
て
い
る
こ
と
が
勝
手

な
行
動

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

当
時
、
当

地
域

に
は
平
田
学
派

が
盛
ん
で
、

こ
れ
ら
の
一
行

の
進
軍
に

は
進
ん

で
隊
伍
に
参
加

し
た
り
、

物
心
の
便
宣
を
は
か
っ
た
犬

処
刑

に
弔
意

を
表

し
た

り
し
て

い
る
。
相
楽

が
明
治
五
年
に
下

諏
訪

の
魁

塚

に
祭

ら
れ
る
時
も
、
当
郡
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第１節　明治維新と村人 の動 き

か
ら
多

数
が
寄

進
し

て
い
る
。
勤
王
一
途
に
心

血
を
さ
さ
げ

た
功

を
讃
え
て

い
る

の

で

あ

る

。

そ

う

し

た
、

維

新

の
風

雲

を
村

の
先

達

た

ち

は
次

の
よ

う

に

、

同

盟

し

、

進

ん

で
尽

力

す

る

こ

と

を

誓

っ

て

い

る

。

定
約

書
ノ
事

一
、
王
政
御
［

新

二
付

キ
天
下
統
一
ノ
御
趣
意

ニ
テ
追
々
文
明
開
化

二
及
ビ
候

二
付
キ
今

般
同
盟
ヲ
以
テ
御
国
報
謝

二
附
イ
テ
（

窮
民
救
助

ト

シ
テ
上
願

シ
奉

り
依
所
御
附
紙
成
シ

下

シ
オ

カ
レ
候
就
イ
テ
（

弥
々
精
々
尽
力
致
ス
ペ
ク
候
依

ツ
テ
（

御
役
所
井
ビ
ニ
地
利
取

調

べ
其
ノ
外
入
費
ノ
儀
（

追
々
法
則
相
立
テ
候
迄

相
互

二
割
賦
致
ス
ベ
ク
候
此
ノ
如

ク
条

約

候
上
（

連
盟
中
不

実
申
ス
事
（

勿
論
成
ル
ベ
ク
冗

費
ヲ
省
キ
精
実

二
執

り
計
ラ

イ
申

ス

ペ
ク
候
依

ツ
テ
誓
紙

二
連
印
件

ノ
如

シ
　
　
　
　
　
　
　
　

神
子
柴
村
　

高
木
械
三
⑩

明

治
四
辛
未

年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

羽

広
村
　
　

宮
下
源

八
⑩

南
殿
村
　
　

清
水
平
一

久
保
村
　
　

丸
山
寛
一
倍

富
田
村
　
　

向
山
五
郎
⑩

（
久
保
大
東
文
書
）

明

治

維

新

と

い
う

大

変

革

の

時

に

は

、

人

の

生

き

方

は

運

命

的

で

あ

る

。

こ

こ

に

記

す
伊

奈

誠

一

郎

は

幕

府
方

に

組

し

た

一

つ

の

徹
底

し

た

生

き
方

を
示

し

て

い

伊

奈

誠

一

郎

（
一
八
四

ご了

八
九
）
幕

末

の
志

士

で

、

天

保

一
四

年

（
一
八
四

回

に

神

子

柴

村

の

高
木

勘

之

丞

の

次
男

で
幼

名

を
甲

子

次

と

い

っ

た

。
南

箕

輪

村

長

も

し

た

高
木

正

直

の
叔

父

に

当

た

る

大
で

あ

る

。

誠

一

郎

は
幼

年

の
折

に

江

戸

表

に

出

て

大

叔

父

中

村

玄

三

方

に

あ

っ
て

医

学

を

修

業

し

、

数

年

の
後

帰

国

し

て
高

遠

藩

の
中

村

中

作

の
塾

に

学

ん

で

い

た

が

、

後
に

ま

た
西

遊

し

て

、

長

崎

で

洋

学

を

学

び
、

帰

国

し

て

か

ら

医

師

を

開

業

し

て

い

た

。

青
雲
の
志
を
禁
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
、
再
び
江
戸
に
出
た
。
当
時
世
は

幕
末
の
風
雲
が
急
を
つ
げ
て
い
て
、
勤
王
か
佐
幕
か
の
対
立
の
激
し
い
と
き
で
あ

っ
た
。
神
子
柴
村
は
古
来
幕
府
領
で
あ
っ
た
関
係
か
ら
か
、
彼
は
幕
軍
に
身
を
投

じ
た
。
推
さ
れ
る
ま
ま
に
幕
府
歩
兵
饗
導
役
と
な
り
小
監
察
に

ま
で
登
用
さ
れ

た
。
こ
の
た
め
に
、
明
治
初
年
の
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
か
ら
上
野
の
彰
義
隊
の
戦
い

は
も
ち
ろ
ん
、
会
津
の
戦
い
、
松
前
の
戦
い
に
続
い
て
、
遠
く
北
海
道
函
館
の
五

稜
郭
の
戦
い
ま
で
奮
戦
し
た
。
戦
は
遂
に
利
あ
ら
ず
捕
わ
れ
の
身
と
な
っ
て
、
鹿

児
島
に
護
送
さ
れ
幽
閉
さ
れ
る
こ
と
年
余
、
許
さ
れ
て
帰
っ
た
の
が
明
治
三
年
三

月
で
、
静
岡
藩
に
引
き
渡
さ
れ
て
か
ら
自
由
の
身
と
な
り
、
久
々
に
帰
国
し
た
の

は
誠
一
郎
二
七
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
。

当
時
中
村
黒
水
は
、
彼
が
最
初
か
ら
勤
王
方
に
組
し
て
い
た
ら
、
ま
さ
に
上
伊

那
の
誇
り
と
し
て
輝
い
た
こ
と
ど
ろ
う
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
身
を
そ
の

仕
ふ
る
も
の
に
致
し
名
分
を
高
唱
し
て
、
義
を
確
守
し
て
後
、
力
尽
き
て
軍
門
に

降
り
罪
を
待
っ
た
大
丈
夫
」
と
賞
賛
を
し
て
い
る
。

後
、
大
鳥
圭
介
の
紹
介
で
、
栃
木
県
那
須
野
原
の
開
墾
に
従
事
し
共
耕
園
と
称

し
、
ま
た
乞
正
社
と
も
称
し
て
い
た
。
伊
奈
誠
一
郎
の
「
那
須
野
原

開
墾

の
書

類
」
を
詳
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
一
人
が
五
反
歩
ず
つ
の
開
墾
耕
作
を
任

せ
ら
れ
て
い
て
、
合
計
一
七
町
歩
・
二
〇
圭
二
〇
戸
の
事
業
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。晩

年
は
不
遇
で
、
そ
の
後
茨
城
県
警
部
と
な
っ
た
り
、
広
島
県
警
部
御
用
係
と

な
っ
た
り
、
滋
賀
県
衛
生
課
に
転
じ
た
り
し
た
。
明
治
一
七
年
石
川
県
警
部
補
に

推
挙
さ
れ
、
明
治
二
二
年
五
月
二
（
日
石
川
県
七
尾
警
察
署
長
と
し
て
在
職
中
に

死
亡
し
た
。
時
に
四
七
歳
で
あ
っ
た
。

誠
一
郎
の
墓
は
石
川
県
珠
州
市
の
永
禅
寺
に
淋
し
く
立
っ
て
い
て
、
本
村
に
は

な
い
。
こ
の
烈
士
の
墓
を
伊
那
の
本
村
へ
移
そ
う
と
す
る
動
き
も
あ
る
が
、
い
ま

だ
実
現
し
て
い
な
い
。
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第６章 村 の 発 展

図6-4　 征矢先生之碑

次
に
勤
王
方

に
組
し
た
も
の
に
征
矢
政
十
郎
が
あ
っ
た
。
い
ま
塩
ノ
井
中
屋

敷

の
玄
関

わ
き
に
建

つ
「
征
矢
先
生
之

碑
」
は
そ
の
業
績
を
語
っ
て

い
る
。

征
矢
政
十
郎
（
一
八
三
一
～
七
八
）
　
幕
末

の
志
士
で
碁

師
で
も
あ

っ
た
。

天

保
二
年

（
一
八
三
一
）
塩
ノ
井

村
征
矢
良
策
の
子
と
し
て

生

ま

れ

た
。

一
五
歳

の
時
、
諏
訪

の
岩
波
太
左
衛
門
に
囲
碁

を
学

び
、
さ
ら
に
江
戸

へ
出

て
棋
博
士

の

井
上
因
碩
（
幻
庵
）
の
門

に
入
り
、
囲
碁

の
技
を
磨

い
て
五
品
（
段
）
に
至

っ
た
。

そ

の
傍

ら
塩
谷
宕
陰
に

つ
い
て
文

を
学

ん
だ
。

政
十
郎

は
早

く
か
ら
勤
王

の
志
か
お
り
、
文
久

年

中

二

八
六
一
犬
（
四
）
勤
王

の
志
士
が
京

都
に
赴

い
て
い
る
こ
と
を
き
い
て
、
京

へ
は
せ

参
じ
よ

う

と

し

た

が
、
母
が
泣

い
て
と
め

た
の
で
思

い
と

ど
ま
っ
て
い
た
。

元

治
元

年
（
一
八
六
四
）
水

戸

浪

士

が

京

都
へ
向
か
う
の
を
ま
の
あ
た
り
に
み

て
、
京
都
に
赴

い
た
が
、
時
す
で
に
遅

く
浪
士

は
処
刑

さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

明
治
元

年
、
岩
倉
具
視
の
子
具
定
か
官
軍
の
将

と
し
て
、

東
山
道
を
江

戸
に
進

む
こ
と

を
知

り
、
奮
然
と
し

て
こ

れ
に
参
加
し

よ
う
と
し
、

塩
尻
峠
ま
で
い
っ
た

が
、
す
で
に
通
過

後
で

あ
っ
た
。
こ

れ
を
追

っ
て
い
っ
て
不
審

に
思

わ
れ
て
捕
え

ら
れ
た
（
官
軍
に
従
っ
て
い
っ
た
と
も
い
う
）
。
と
に
か
く
半

年
後
平

和

に

な

っ

て

任
が
と
け
帰
郷
し
た
。

明
治
政
府
の
文
教
政
策
に
よ
る
学
制
が
し
か
れ
、
国
民
ひ
と
し
く
学
校
へ
い
く

世
と
な
っ
た
。
政
十
郎
は
こ
こ
で
感
ず
る
所
が
あ
り
、
碁
を
投
じ
て
、
小
学
校
教

員
と
な
り
、
子
弟
の
教
育
に
尽
力
し
た
。

明
治
一
一
年
八
月
一
〇
日
没
、
享
年
四
七
歳
。
郷
土
の
人
や
門
人
た
ち
が
碑
を

た
て
た
。
雨
６
１
４
）
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２節　南箕輪村 め誕生第

第
一
諮
即
　
南
箕
輪
村
の
誕
生

一
　

誕

生

と

そ

の

経

過

明

治

八
年

二

月

一
八

日

の
、

布

告

第

二

言
万
に

よ

る

と

、

次

の
よ

う

に

南

箕

輪

村

が

誕

生

し

た

。

信
濃
国
伊
那
郡
　

久
保
村
塩
ノ
井

共
、
大

泉
村

、
北
殿
村

、
南
殿
村
、
田
畑
村
、
神
子
柴

村
、

右
合
併
っ

南
箕
輪
村
と
改
称

。

右

ノ
通

り
合
村
改
称

相
成

り
候
条
此
ノ
旨
布
達
候
事

明
治

八
年
二
月
十

八
目

筑
摩
県
権
令
　

永
山
盛
輝

（
役
場

文
書
）

明

治

五

年

四

月

の
太

政

官

布

告

、

翌

六

年

の
大

蔵

省
達

に

よ

っ
て
、

町

村

合

併

の
方

針

が

具

体

化

さ

れ

た

。

合

併

の
方

針

は

弱

小
町

村

で
民

費

が

か

さ

み
、

住

民

負

担

の
多

い
町

村

は
、

地

勢

の
状
況

を

見

積

も

っ
て

合

併

す

べ

き

で

あ

る

と

さ

れ

て

い
た

。

筑

摩
県

と

し

て

は
、
「
原

則

と

し

て

一

小
区

を
以

て

一
村

」

と

い

う
方

針

で

あ

っ
た

。
当

時

永

山
権

令

の
強

力

な
勧

奨

指

導

に

よ

っ

て
、

管

下

は
明

治

八

年

一

一

月

に

は
合

併

が

ほ

と

ん

ど
完

了

し

た

。

し

か
し

、

南

箕

輪

村

が
最

初

か

ら

六

か
村

で

合

併

し

よ

う

と

し

た

の
で

は
な

か

つ
た
。
ま
ず
次

の
四

か
村

が
合
併
し

て
、
「
穂
屋

村
」
を
称
し
よ
う
と
し
た
。

村
落
合
併
御
願

（

マ

マ

）

一

、

戸

数
　

七

一
　
　

人

員

三

一

七

口

反
別
　

七
八
町
三
反
二
畝
一
七
歩

一
、
戸
数
　

三
九
　
　

人
員
二
四
七
口

反

別
　

一
五
町
八
反

七
歩

北
　

殿
［

村

南
　

殿

い
村

一
、
戸
数
　

七
三
　
　

人
員
四
〇
三
口

反
別
　

六

七
町

八
反
一
歩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
　

畑
　
村

二

戸
数
　

五
三
　
　

人
員
一
己

一
口

反
別
　

四

七
町
一
反
二
畝
七
歩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神

子

柴

村

合
計
　

戸
数
　

二
三
六
軒
　
　

人
員

コ

ー七
八
口

反

別
　

ニ

ー
九
町
五
畝
二
歩

改
称
村
名
　
　
　
　
　

穂
　

屋
　
村

右

の
通
り
村

落
合
併

村
名
改
称
示
談
相

整
い
候
間
御
許
可
成
し
下
し
置

か
れ
た
く
之
に
依

っ
て
地
図
相

添
え

一
同
連
印

を
以
て
願

い
上

げ
奉

り
候
　

以
上

明
治

七
年

七
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　

略

（
各
村
副
戸
長
連
印
）

筑

摩
県
権
令
永

山
盛
輝
殿

（
大

和
手
文
書
）

こ
こ

で

は
省

略

し

た
各

村

代

表

の
印

か
ら

み

て

、

こ

れ

は

本

気

で

考

え

ら

れ

た

合

併

願

い
で

あ

っ

た
。

そ

れ

に

し

て

も

「

穂

屋

村

」

と

称

し

よ

う

と

し

た

こ

と

は
、

こ

の
地

域

が

御

射

山

神

社

に

関

係

し

て

い
た

こ

と

を

思

わ

せ

る

こ

と

で

あ

っ

た

。こ

れ

に

は

ず

れ

て

い
る

久

保

村

は

、

地
域

の

状
況

及

び
長

い
間

の
統

治

を
異

に

し

た

関

係

か

ら

、

お

そ

ら

く

箕

輪

の

方

へ

傾

い

て

い

た

と
思

わ

れ

る

。

そ

れ
に

明

治

六

年

四

月

一

日

の
大

小
区

制

で

は
、

久

保
村

だ

け

が
第

一

七
大

区

八

小
区

で

、

他

の

大

泉

村

、
北

殿

村
、

南

殿

村

、

田

畑

村

、

神

子
柴

村

は
第

一

七
大

区

九
小

区

で

あ

っ
た

の

で
、

筑

摩
県

か

ら

も
合

併

の

す

す

め

が

な

か

っ

た
と

思

わ

れ

る

。

そ

の

久

保
村

が
最

初

ど

こ

と
合

併

し

よ

う

と
し

た

か

は
未

詳

で

あ

る

。

こ

の

幻

の
村

「
穂

屋

村

」

に

は

ず

れ

た
大

泉

村

は
、

水

に

苦

し

み

な

が

ら

共

に

五

加
井

堰

を
守

っ

て

き

た
五

か
村

と

合

併

し

よ

う

と

し

た

。
す

な

わ
ち

大

泉

村

、

大

泉

新

田

村

、

吹

上

村

、

中

曽

根

村

、

富

田

村

と

合

併

を

計

画

し

て

い
た

。

こ

れ

は

一
小

区

一
村

の
原

則

か
ら

は

は
ず

れ

て

い

た
が

、

大

泉

所

山

、

大

泉

川

の
水
利

権

を
中

心

と

し

た
村

落

共

同

体

で

、
「
蕗

原

村

」

と

名

づ

け

よ

う

と

し

て

い
た

。
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も
ち

ろ
ん
「
蕗
原

庄
」
に
ち
な
ん
だ
村
名
で
あ
っ
た
。
こ
の
五
加
村

は
現
在

も
同

じ
井
組
と
し
て
深

い
つ
な
が
り
を
も

っ
て

い
る
。

い
ろ
い
ろ
と
曲
折
は
あ

っ
た
が
、
次
の
「
村
落
合
併
願

書
」
が
明

治
七
年
の
八

月
二
〇
日
に

だ
さ
れ
た
。
さ
き
に

だ
さ

れ
た
七
月
の
穂
屋
村
合
併
願

と
同
形

式
で

あ
る
が
、
数
字
に

は
若
干

の
ち
が

い
が
見
え
る
。
こ
れ
を
表
示

す
れ
ば
次
の
よ
う

で
あ
る
。

六
力
村
合
併

反
別
　

三
百
九
拾
六
町
三
反
六
畝
拾
五
歩

戸
数
　

四
百
貳
拾
軒

人
員
　
貳
于
三
百
三
拾
三
口

心

フ　 〃　 ご

改

祢

村

名

ミ
ナ
ミ
ミ
ノ
　
ワ

南

箕

輪

村

図6-5　 旧 六力村合併願 イ書付図

村
落
名

久

保

村

大

泉

村

北

殿

村

南

殿

村

田

畑

村

神
子
柴
村

合
計

反
別

一
八
町
五

八
畝
一
九
歩

九
五
、

七
二
、
二
四

七
一
、
三
二
、
一

七

二
五

、
八
〇
、
〇

七

六
七
、
八
〇
、
〇
一

四
七
、

コ

ー、
○

七

三
九
六
、
三
六
、

一
五

戸
数

一
〇
三
軒

八
〇
μ

七
一

″

三
九
μ

七
三

が

五

ご
万

四

二
〇

″

人
員

五
九
五
口

四
六
〇
μ

三
一
七

″

二
四

七

″

四
〇
三

が

三
〇

一

が

二
三

Ξ
Ξ
μ

村
落

合
併
願

書

（
前
記
表
の
通

り
）

右
（

今
般
御
趣
意

二
基
ヅ
キ
私
共

村
々
合
併
、
村
名
南
箕
輪
村

卜
改
称
示
談
相
整
イ
候

間
、
御
許
可

成
シ
下

シ
置
カ
レ
度
ク
、
之

二
依

り
地
図
相
添

工
一
同
連
印
ヲ
以
テ
願
イ

上
ゲ
奉
り
候
　
以

上

明
治
七
年
八
月
二
十
日

第
十
七
大
区
九
小
区

伊

那

郡

久

保

村
　

副

戸

長

／／／／／／

大

泉

村
　

″

北

殿
村

μ　　 μ　　 μ　　 μ　11

赤
羽
　

誠
作
⑩

丸
山
　

寛
一
⑩

堀
　
　

与
一
将

征
矢
定
七
郎
⑩

出
羽
沢
善
八
⑩

原
　
　

新
吾

⑩

μ

南
殿
村
　

″

田
畑
村

清
水
　

宇
宅
将
　
　

神
子
柴
村

倉
田
　

三
郎
⑩

有
賀
又

七
郎
将

倉
田
庄
一
郎
⑩

／／／戸

長

副

戸

長

／／／

倉
田
　

十
郎

⑩

有
賀
　

鍼

二
⑩

有
賀
　

光
彦
⑩

松
沢
源
五
郎
⑩

加
藤
　
元

造
図

旦

戸
　
　

勝
⑩

有
賀
　

一
平
⑩

高
木
　

省
三
物

加
藤
孫
十
郎
⑩

筑

摩
県
権
令
　

永

山
盛
輝

殿

（
大
和
手
文
書

・
塩

ノ
井
大
束
文
書
）

こ

れ
に

は
、

地

図

（
図
６
１

５
）
と

次

の
示

談

確

証

が

つ

い
て

い

た
。
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第２節　南箕輪村 の誕生

示
談
確
証

今
般
村
落
合
併
の
儀
六
か
村
申
し
合
わ
せ
示

談
相

整
い
催

条
款

左
に

（
マ
マ
）

一
、
役
局
位

置
の
儀
六
か
村
的
当

の
地
へ
建
築
致

す
べ
き
事

一
、
合
村
御

許
可

相
成

る
上

は
速
や

か
に
扱

い
所
設

立
致
し
御
趣
意

を
遵
守
し
交
番

事
務

勉
励
日

誌
明

瞭
に
記
載

し
後
勤
差
支
え

ざ
る
よ

う
取

り
斗
ら
う

べ
く
も

っ
と
も
定
式

御
用
井

び
に
微
細

の
外

は
日
勤
通
達
集
議
致
す

べ
き
事

一
、
堤
防
民

費
上
納

並
び
に
諸
費
共
其
耕
地
限
り
課
し
申
す

べ
き
事

一
、
田
方
井

び
に
呑
用
水
諸
費
共
其

の
耕
地
限
り
課
し
申
す

べ
き
事

一
、
道
路
橋
梁
修
繕
費
及
び
掃
除
丁
場

の
儀
従
前

の
通
り
耕
地
限
り
課
し
候
事

二

従
前
村
持
田
畑
林
草
場
株
場
等
は
是
迄
の
通
り
其
の
耕
地
限
り
勝
手
た
る
べ
き
事

一
、
宿
駅
へ
関
係

の
諸
費
従
前
の
通
り
其

の
外
へ
課
し
候
事

て

合
村
中
へ
関
係
し
候
御
用

御
休
泊
の
分

御
派
出

の
節
役
局

へ
御
沙

汰
之
あ
る
節

は
何

（
マ
マ
）

れ
の
耕
地
に
御
止
宿
相
成
り
候
と
も
御

一
毛
金
十
二
銭
五
厘
づ
つ
合
村
中

へ
割
合

い

申
す
べ
く
尤
も
堤
防

等
に
付

き
其
の
耕

地
限

り
御
用
御

止
宿
は
分
段

の
事

一
、
合

併
村

々
の
内
出
張

並
び
に

役
局

へ
出
勤
候

と
も
行
厨
持
参

は
勿
論
奢
侈
致

さ
ず
諸

事
節

倹
を
相
守

り
申

す
べ
き
事

一
、
右

九
款
熟
儀

の
趣
永
く
墨
守
違
乱
之

な
き
よ
う
親
睦
協
力
万
緒
厚
く
注
意
致
す

べ
く

後
証

の
た
め
働

っ
て
条
約
件

の
如
し

明
治
七
年
八
月
廿
日
　
　
　
　

略
（
前
記
代
表
氏
名
印
）

（
大
和

手
文
書
）

こ

れ

に

よ

っ
て

み

る

と

合

併

と

は

い

っ
で

も

、

従

来

の

慣

行

通

り

で

、

そ

の

耕

地

限

り

の
こ

と

が

多

い
。

新

た

に

役

局

を

設

け

る

ほ

か

宿

駅

だ

け

は

共

同

で

あ

る

が

こ

れ

も

従

前

ど

お

り

で

、

ほ

と

ん

ど

目

新

し

い
こ

と

は

な

い
。

こ

の

よ

う

に

し

て

一

応

、
南

箕

輪
村

が
誕

生

し

た

が
、

定
着

す

る
に

は

な

お
多

少

の

ゆ

れ

が

あ

っ
た

。

例

え

ば

次

の

「

分
村

御

願

」

が

神

子
柴

耕

地

か

ら

だ

さ

れ

た

。

分
村
御
願

長

野
県
上
伊

那
郡
南
箕
輪
村

戸
数
　

垂

二
二
戸
　

神
子
柴
、
田
畑
、
南
殿
、
北
殿
、
大
泉
、
久
保
、
塩
ノ
井
、
沢
尻

…

…
（
中
略
）

…
…

風
土
状
態
　

別
紙
図
面
ノ
如

ク
民
居
聚
落
ヲ
異
ニ

シ
各
一
方
ノ
区
域
ニ
ョ
リ
テ
其
ノ
土

地
ヲ
占

ム
ル
ヲ
以
テ
気
脈
通
ジ
難
ク
交
際
又
密
ナ
ラ
ズ

】
村
ノ
名
義
ア
ル

モ
其
ノ
実
各
独
立

ス
ル
モ
ノ
ノ
如

シ

水
旱
　
　
　

甲
乙
飲
料
ノ
便
否
甚
一
テ
ラ
ス

中
ン
ヅ
ク
養
水
ノ
如
キ
ニ
至
ツ
テ
（

其

ノ

利
害
ノ
差
異
ナ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
恐
ラ
ク
（

合

併
ノ
大

二
失

セ
シ
ョ
リ
費
用

ノ

多
額
ヲ
要

ス
ル
ニ
至
リ
タ
リ
（
以
下

略
）

こ

の

よ

う
に

、

合

併

南

箕

輪

の
実

状

を
詳

細

に

の

べ
、

合

併

し

た

た

め
に

マ
イ

ナ

ス
面

の

あ

る

こ

と

を
強

調
し

た

の

ち
、

神

子

柴

村

は
分

村

し

た

い
と

願

い
で

た

の

で

あ

る

。
分
村

上
伊

那
郡

神
子
柴
村

戸
数
　
　

六
〇
戸
　
　
　
　

人
員
三
四
八
入

（
男
一
七
六
人
女
一
七
二
人
）

反
別
　

二
一
一
九
町
三
七
畝
一
四
歩

地
価
　

金
一
万
三
四
八
五
円
六
〇
銭

神
社
二
社
　

（
村
社
一
　

雑
社
一
）

学
校
一
校

幅
員

沿
革

慣
習

山
川

風
土
状
態

水
旱

（
美

輪

校
　

田

畑

卜

仮

二
組

合

）

東

西

五

里
　

南

北

壱

里

余

一 一 一
略 略 略

一 一 －

本
村
ノ
飲
料
水
（

宇
大
清

水
ノ
湧

水
ヲ
以

テ

ー
村
限
リ

ノ
共
有

二
属

ス
総

テ
人
情
穏
和
ヲ
旨
ト
シ
協
同

ノ
事
業

進
歩

ノ
状
ヲ
見

ル

飲
料
ノ
供
用

各
自
其

ノ
便

ヲ
得
田

養
水

ノ
如

キ
モ
亦
敢
テ
不
便
ヲ
覚

ユ
ル

ナ

シ
平
常
ノ
経
済
上
概
略
合
併
村
卜
比
較
ス
レ
ハ

十
ノ
三
四
分
ヲ
減

ズ
ペ
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キ

見

込

ミ

ナ

ジ

（

其

ノ

大

略
（

別

簿

）

謹

ン

デ

請

願

シ
奉

り

候

熟

本

村

合

併

ノ

原

由

ヲ

考

ウ

ル

ニ

、

旧

筑

摩

県

治

ノ

際

戸

籍

編

成

ノ

タ

メ

大

小

区

画

ヲ

定

ム

ル

ヤ

、
施

政

ノ

便

否

ヲ

問

（

ズ

風

土

慣

習

ノ

如

何

ヲ

顧

ミ

ズ

、

必

ズ

ー
小

区

ヲ

以

テ

早

々

一

村

ト

ナ

シ

シ

モ

ノ

ノ

如

シ

。

是

壹

実

際

二
適

当

シ

ク

ル

モ

ノ

ナ

ラ

ン

ヤ

。

之

二

加

エ

テ

幅

員

広

潤

二

過

ギ

甲

乙

気

脈

常

二
通

ゼ

ズ

治

者

被

治

者

共

二

不

便

ヲ

受

ク

…

…

…

…

…

…

…

じ
ん
ぜ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
や
し
く

荏

再

時

日

ヲ

経

過

セ

バ

、

実

二

多

額

ノ

費

用

ヲ

徒

摩

セ

ン

事

ヲ

恐

ル

。

萄

モ

是

ヲ

回

復

セ

ン

ト

欲

ス

ル

ニ

復

旧

分

離

ヲ

ナ

サ

ザ

ル

ヲ

得

ズ

。

依

ソ

テ

ー
同

協

議

相

整

イ

候

間

神

子

柴

ヲ

限

り

復

旧

分

離

ノ

上

神

子

柴

村

卜

称

シ

他
（

是

迄

ノ

通

り

南

箕

輪

村

卜

称

シ

タ

ク

此

ノ

段

願

イ

上

ゲ

候

各

条

御

洞

察

相

成

り

願

意

御

許

容

ノ

程

請

願

シ

奉

り

候

也

明

治

十

六

年

三

月

十

八

日

長

野

県

信

濃

国

上

伊

那

郡

神

子

柴

耕

地

惣

代
　

高

木

佐

右

衛

門

⑩

高

木
　

械

三

⑩

略

（

七

耕

地

代

表

十

四

名

連

印

）

右

戸

長
　

穂

高

孫

三

郎

⑩

長

野

県

令
　

大

野

誠

殿

（
大

和

手

文

書

）

こ

の

願

書

に

は

郡

長

伊

谷

脩

も

添

書

し

て

い

る

。

し

か

し

こ

の

願

書

は

却

下

さ

れ

た

。
願

の

趣

詮

議

に

及

び

難

く

催

事

明

治

十

六

年

十

一

月

廿

六

日

長

野

県

令
　

大

野

誠

代

理

荊

神

子

柴

村

の

独

立

は

、

前

記

の

如

く

成

立

し

な

か

っ

た

が

、

沢

尻

村

も

独

立

を

願

っ

て

次

の

「

村

落

分

村

願

」

を

だ

し

た

。

明

治

十

六

年
　

村

落

分

村

願
　
　

南

箕

輪

村

沢

尻

耕

地

ア
数

人
員

反
別

分
村
　
　

上
伊
那
郡
沢
尻
村

二
三
戸

コ

ー

人
　
　
内
男
六
〇
人
　
女
六
三
人

三

九
町

七
反

九
畝
一
一
歩

内
　

宅
地
反
別

畑
　

反
別

山
林
原

野
　
反
別

地
価
金
　

九
八
三
円

○
九
銭

神
社

寺
院

学
校

幅
員

沿
革

一
町
四
九
畝
二
二
歩

一
四
町

七
四
畝
○
八
歩

二
三
町
五
五
畝
一
四
歩

村
社
一
社

之
無

シ

ニ
七
番
伊
那
部
学
校
と
合
併

東
西
三
町
　
　

南
北
二
〇
町
余

沢
尻
（

往
古

ヨ
リ

ー
小
部
落
ナ
リ

シ
モ
故
ア
ッ
テ
民
居
散
滅

二
属
セ
リ
。
尤

モ
ロ
徘

ノ
ミ
。
年
後
承
応
三
年

二
至
り
脇
坂
淡
路
守
之
レ
ガ
再
興

ノ
命
ア
ジ
。

既
往
モ
縁
故
ア

ル
ヲ
以
テ
全

ク
久
保
村
ノ
組
織

二
係
レ
リ
、
延
宝
六
年
二
至

リ

旧
幕
府
代
官
設
楽
源
右
衛
門
検
地
ノ
期
沢
尻
へ
制
札

ヲ
下
附

セ
ラ
レ
、
支
配

ノ

所
異
動
換

工
毎

二
書
換

エ
シ
平
常
一
村
ノ
交
際
ヲ
因
襲
セ
リ
。
明
治
八
年

二
於

テ
当
時
南
箕
輪
村

へ
村
落
挙
ゲ
テ
合
併

セ
シ
モ
ノ
ナ
リ

慣
習
異
動沢

尻
（

Ｉ
村

ノ
名
儀
ア
ラ

ザ
ル
モ
位
置
ヲ
共
有
地
中
野
原
ノ
中
門

二
民
居
ヲ
占

メ
、
周
回
原

野
ニ
シ
テ
平
素
ナ

ス
所
ノ
交
誼
ノ
状
単

ニ

ー
小
部
落

二
止

マ
リ
、

民

業
其
ノ
他
神
事
祭
典
（

当
地

方
部
限

リ
ノ
進
退
悉

ク
其

ノ
慣
習
ヲ
混
一

ス
ペ

キ
場
合

二
至
ラ

ザ
ル
モ
ノ
ナ
リ

山
川
　

本
村

二
沿
フ
ベ
キ
箇
所

ナ
シ

風
土
状
態蓋

シ

ー
小
部
落
ノ
飛
地
ニ
ア
リ
テ
状
態

淳
朴

ニ
シ
テ
当
時
南
箕
輪
村

全
村

二
比

例

シ
ガ
ク
キ
モ
ノ
ノ
如

シ
。
別
紙

二
図
ス
ル
ガ
如

キ
地
形

于

ビ
エ
父
際
密
ナ
ラ

5 詔



南箕輪村 の誕生節第2

ザ
ル
ア
リ
。
平
素
小
ナ
リ
ト
雖
モ

ー
村

ノ
如
キ
義

務
ヲ
成

立
ス
ペ
キ
状
態

ア
リ

実

二
利
害

二
殊
別
ア
リ

水
旱
　
　

飲
料
水
ノ
如
キ
（

人
エ

ヲ
以

テ
井
戸

ヲ
掘
削

シ
、
或
（

横
井
戸
等
ヲ
以
テ

ス
ル

モ
旱
魅

ノ
年
部

ニ
ア
ッ
テ
（

其

ノ
飲
料

二
苦

シ
ム
ア
リ

。
然

レ
バ
果

シ
テ
経
済

ノ
得
失
相
償

ウ
ナ
シ
。
況

ン
ヤ
田
養
水

ノ
便
ヲ
得
ザ

レ
バ
現
在
村
落

ノ
費
用
ヲ

以
テ
流
用

ス
ル
能

几
ス
。
其

ノ
不
便
云

ウ
ベ
カ
ラ

ズ
。
彼
此
費
用
ノ
損
失
勝
テ

算

ス
ル
ベ
カ
ラ

ズ
。
当
時

全
村

二
於
テ
斯
ノ
如

キ
費
用
ヲ
共
同

ス
ベ
キ
ナ

キ
ヲ

以
テ
、
反

ツ
テ
遠
隔

ノ
地
へ
往
復
ノ
費
用
ノ
ミ
相
嵩
ミ
実

二
忍

ビ
難

キ
場
合
ナ

今
、
分
村
ヲ
ナ

ス
ニ
至

ツ
テ
（

傍
費
用
ノ
減
ズ
ル
ヤ
必
セ
リ

（
久
保
共
有
文
言

以

上

の
よ

う

に

分

村

願

の
各

項

で

み

る
よ

う

に

、

余

り

に

も

小

村

で

あ

り
、

水

も

乏
し

く
苦

し

い
村

で

あ

る
が

、

あ

え

て

分

村

願

い
を

だ
し

た

の

は

、
位

置

が

余

り

に

も

遠

隔

で

あ

り

す

ぎ

る
こ

と

か

ら

く

る
支

障

の
た

え

が

た

い
こ

と

に

よ

る

。

こ

の
願

い

は
次

の
よ

う

に

続

け

て

い

る
。

け
だ
　
あ
に
　
　
　
　
　
　
　
　Ｉ
　・
　・
　ｅ

沢
尻
ヲ
分
村

二
請
願
ス

ベ
キ
要
点
（

蓋
シ
壹
他
ナ
ラ
ン
ヤ
。
状

情
地
勢
ノ
止
ム
ベ
カ
ラ

ザ

ル
モ
ノ
ア

ジ
テ
敢
テ
請
願
ヲ
要
求
ス
。
実

二
前
各
項

テ
記
載
セ
シ
異

状
ア
リ
ト
…
…
…
…

其
ノ
他
百
般
ノ
事
物
ヲ
混
一
シ
其
ノ
不

便
挙
ゲ
テ
尽
ス
ペ
カ
ラ

ズ
。
然

レ
ド

モ
旧
幕
府

ノ

制
法

二
止
ミ
ガ
タ
ク
荏
再

歳
月
ヲ
経
ル
ニ
至
レ
リ
。
然

ル
ニ
明

治
八
年
旧
筑
摩
県
治

ノ
秋

二
村
落
合
併
ノ
令
ア
リ
。
之
ニ
ョ
ツ
テ
等
シ
ク
当
時
南
箕
輪
村

二
合
併

シ
ク
ル
モ
、
今

ヤ

郡
区
編
成
ノ
典
挙

二
際
会

シ
テ
之
レ
ガ
分
離

ヲ
セ
ザ
ル
ペ
カ
ラ

ズ
ト

。
実

二
当
沢
尻

ノ
如

キ
（

皆
畑
ノ
場
所
、
且
ツ
原

野
ノ
中
立
ニ
ア
リ
テ
、
戸
長
役
場

へ
一
度
往
復

ス
ル
ニ
三
里

以
上

二
余
ル
ノ
里
程
ア
リ
テ
、
僅

々
ク
ル

ー
小
用

事
ヲ
達

ス
ル
ニ
一
日

ヲ
費

ヤ
サ

ザ
レ
バ

其
ノ
用
弁
ヲ
達
ス
ル
能
ワ
ズ
。
殊

二
積
雪
ノ
際

二
至

ツ
テ
（

殆

ン
ド
道

路
（

閉
塞

シ
、
為

二
県
道
へ
迂

廻
シ
此
／

往
復

二
至

ツ
テ
（

、
四

里
以
上

ノ
冗
長

二
徒
費

シ
困
苦
頗

ル
…
…

…
目
下
租
税

二
倍
ス
ル
程
ノ
協

議
ヲ
要

求
シ
分
村

ヲ
請
願

セ
シ
所
以

ナ
ジ
。

前
条
一

々
御
洞
察
フ

フ
セ
ラ
レ
特
別
ノ
御
詮
議

成
シ
下

シ
オ
カ
レ
、
年

後
沢
尻

ヲ
改
称

シ
、

表6-2 明 治 初 期 の 村 の 合 併

文化10年 （1813） 明治１～６年 （1868－73 ） 明治８年 （1875） 明治11年（1878 ）

村　　名 石　　 高 村名　戸数 人 口 旧区 大小区 村　名　　　 大小区 村　　　　 名

久 保 村　　66jF203

塩 ノ井村　　247,939

大 泉 村　　773,700

北 殿 村　1029,149

(上知61,75)

南 殿 村　　60,913
(上知240,708)

田 畑 村　　699,352

神子柴村　　513,780

(箕輪28ヶ村10730,346)

久 保 村　10
で59ぐ134

区17(8)

大 泉 村　80,460　//　17(9)

北 殿 村　71,3T7　 μ　　μ

南 殿 村　39,247　 μ　　μ

田 畑 村　73,403　 μ　　jj

神子柴村　53,31 ３　り　　11

計　419,2335

〕

南箕輪村　419
戸17(8)

1　　　　　　2,333人

]

南箕輪村　　501 戸

2,518人

参考

百箕輪村　　521 戸

2,981人

伊 那 村　514 戸

30,043人

伊那部村　　415 戸

2,350人

中箕輪村　　923 戸

4,743人

5 卯



第6 章　村jのj発1展

「
沢
尻
村
」
ト
ナ

シ
、
南
箕
輪
村
卜
分
裂
相
成
り
候
様
仕
リ
ク
ク
此
ノ
段
御
裁
可

ア
ラ

ン
コ

ト
ヱ

課
ン
デ
請
願

シ
奉

り
候
也

長
野

県
上
伊

那
郡
南
箕
輪
村
沢
尻
耕
地

総
　

代
　

唐
沢
金
一
郎
⑩

ｎ
　

６
・

//////μ

唐
沢
紋
四
郎
⑩

加
藤
　

雅
賢

有
賀
福
太
郎
⑩

加
藤
善
四
郎
⑩

″
池

上
甚

五
右
衛
門

⑩

明
治
十
六
年

う戸

人

9
3

1
3
4
3

2

ぐ

(大正5 年)
ｊ戸

人

6
8
0
3
3
3

表6-3　 南箕輪村の成立と 発展

南箕輪村誕生

久
　

保
　

村
ｉ

（

塩

ノ

井

）

（
沢
　

尻

）

大
　

泉
　

村
－

北
　

殿
　

村
－

南
　

殿
　

村
－

田
　

畑
　

村
－

神

子

柴

村
１

●６力村合併

明 治8.2.18

（
久
保
共
有
文
書
）

こ

の
分
村
願

い
に

は
一
名
が
印
を
押
し
て

い
な

い
し
、
年
号

だ
け
で
月
日
も
な

い
、

そ
れ
に
役
所

の
却
下

の
印
も

な
い
の
で
、
提
出
し

た
か
ど
う

か
は

っ
き
り
し

な

い
。
こ
の
文
に
あ
る
よ
う
に
冪
政
下
で

は
、
相
当
不
便

を
忍

ん
で

い
た
が
、
新

規
の
こ
と
は
許
さ
れ
ず
す
べ
て
旧

慣
に

よ
っ
て
い
た
。
い
ま
や
新
し

い
時

を
迎
え

て
分
村
し
た

い
と

い
う
気
持
が
切

々
と
伝

っ
て
く
る
。
交

通
事
情

が
徒
歩

だ
け
で

あ

っ
た
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
一
層
そ
の
不

便
さ
が
強
く
ひ
び
く
。
し
か
し
独

立
す

る
に
は
余
り
に
も
弱
小
で
あ

っ
た
の
で
、
た
と
へ
願

い
出
て
も
聞
き
届

け
ら

れ
は
し
な

か
っ
た
と
思

わ
れ
る

。
こ
こ
で
沢
尻
の
か
か
え
て

い
る
問

題
は
、
南

箕

輪
村

の
問
題
と
し

て
明
治
・
大
正
・
昭
和
と
続
き
、
そ
の
抜
本
的
解
決
が
期
待
さ

(昭和22 年)

‐
　

¶

１

６

ぐ

２

９

ぐ

二上]千丿
神　 田　 南　 北　 大　 沢　 塩　 久

Ｉ　 畑　 殿　 殿　 泉　 尻　 ノ　 憚

Ｗ　 耕　 耕　 耕　 耕　 耕　　
ズ　

耕

地　 地　 地　 地　 地　 地　 地　 地

南 箕 輪 村　 明治ロ ュ8

＼／

神　 田　 南　 北　 大　 沢　 塩　 久

ｽﾞﾚ　 畑　 殿　 殿　 泉　 尻　
ル　

保

区　　区　　区　　区　　区　　区　　区　　区

南 箕 輪 村　　　大正3 年

●　●　●　　　　｀ナ
南　犬　北　神　田　南　北　犬　沢　塩　久

原　芝　原　
ム　

畑　殿　殿　泉　尻　ｽ　 保

区　区　区　区　区　区　区　区　区　区　区

南 箕 輪 村　　 昭和21年

●　　　　　　　 ＼`/

中 南 大 北 神 田 南 北 大 沢 塩 久

込 原 芝 原
ｽﾞ]

畑 殿 殿 泉 尻ﾙ 保

区　区　区　区　区　区　区　区　区　区　区　区

南 箕 輪 村　　 昭和50年

Ｖ

，　　　　　 昭和58年

●８耕地となる

明 治に18

●８区となる

大正３年

●11 区となる

昭 和21 年

●12 区となる

昭和50 年

れ
訴
え
ら

れ
て
き
た
。
自
動

車
交
通

の
現
代
に
な

っ
て
、

そ

の
不
便

さ
は
か
な
り
縮
小

さ
れ
て
は
い
る
か

。

と
も
か
く
、
明
治
八
年
二

月

一
八
日
、
南
箕
輪
村

が
成

立
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
ち
南
箕
輪
村

は
、
合
併
も
分
離

も
な
く
現

在
に
及
ん
で

い
る
県
下

で
も

稀
な
村
で
あ
る
。
た
だ
、
明

治
五
年
に
大
区
小
区
が
設
置

さ

れ
て
こ

の
村
は
、
筑
摩
県

の
「
第
十
七
大
区
九
小
区
」

に
な

っ
た
り
、

長

野

県

の

「
南
第
十

七
区

八
小
区
」
に

5 卯



な

っ

た

り

し

た

。
明

治

一

一
年

に

は

こ

の
大

区

小

区

制

が
廃

止

さ

れ

て
、

旧

に

復

し

て

郡
制

が

施
行

さ

れ
、
「

上

伊

那

郡

南

箕

輪

村

」

と

な

り
、

大

正

コ

ー年

の
郡

制

廃

止

ま
で

六
〇

年

間

郡

長

の
支

配

を

受

け

た

。

そ

の
間

、

明

治

二

二

年

の
市

町

村

制

の
施

行

と

な

っ
て

、

県

で

は
有

力

町

村

を

造

成

す

る
と

の
趣

旨

か
ら

、

町

村

の
合

併

を

強

力

に

推

進

し

た
が

、

南

箕

輪

村

は

規

模

も

大

き

く

一
村

の
ま

ま

十

分

独

立

に

た

え

得

ら

れ

る

も

の
と

認

め

ら

れ

て

、

合

併

も

な

く

、

そ

の
ま

ま

新

村

と

し

て

認

め

ら

れ

た

。

村

の
中

は

戦

後

と

く

に

発

展

が

め

ざ

ま

し

く

、

六

か

村

が

八

耕

地

と

な

宍

大

正

三

年

か

ら

八
区

と

な

り

、

戦

後
北

原
区

大

芝

区

南
原

区

が

誕

生

し
、

昭
和

五
〇

年

に

は

中

込
区

も

で

き

て

コ

ー区

と

な

っ
た

。

そ

の

概

要

は

表
６

１

３

の

よ

う

で

あ

る
Ｏ
（
昭
和

二
四
年

圭

一
七
年

に
中

ノ
原
区

が
で
き

た
が
昭

和
三
〇

年
に
は
沢
尻
区

へ
合

併
し

か
）

南箕輪村の誕生節第 ２

二
　

飛
　
　
　

地

県
令
　

第
十
九
号

県
令
第
十
八
号
ヲ
以

テ
定
メ
タ
ル
町
村
区
域

二
在

ル
飛
地
（

其

ノ
所
在
地

二
編
入

ス

明

治
廿

二
年

三
月
十
九
日
　

長

野
県

知
事
木
梨
精

一
郎

（
役
場
文
書
）

こ

の

飛

地
に

対

す

る
県

令

に

よ

っ

て
、

思

わ

ぬ

難

題

を

西

箕

輪

村

か

ら

っ

き

つ
け

ら

れ

た

。

大

泉

所

山

と

北

沢

山

が

飛
地

だ

か

ら
西

箕

輪

村

に

編

入

す

べ
き

で

あ

る

と

い
う

の
で

あ

る

。

こ

れ
に

対

し

て
時

の
村

長

穂

高

孫

三

郎

は
県

知

事

あ

て
に

上

申

書

を

た
し

た
。

．‐ｙ
ｊ

そ

れ

は

県

令

の

精

神

を

知

ら

ざ

る

も

の

で

、

西

箕

輪

村

の

う

ち

、

吹

上

・

大
　

三

泉

新

田

・

中

曽

根

の

三

耕

地

は

中

箕

輪

村

か

南

箕

輪

村

に

属

す

べ

き

も

の

で

、

事

実

、

合

併

当

時

そ

ん

な

裁

判

の

手

続

き

さ

え

し

て

い

る

か

ら

、

飛

地

云

々
は

猶

予

願

い
た

い
と

明

治

二

二

年

コ

ー
月

一

八

日

に

上

申

し

て

い

る

。

南

箕

輪

村

で

は

大

泉

所

山

や
北

沢

山

を

飛

地

と

考

え

る

こ

と

は

で

き

な

か

っ

た

。

こ

の

件

が

お

こ

る

前

の
同

年

二

月

一

日
付

の

「

飛

地
取

調
」

で

も
中

箕

輪

村

へ

原

野

六
反

歩

余

の

飛

地

と

、
西

箕
輪

村

か

ら

八
畝

余

の
飛

地

が
、

登
録

さ

れ

て

い
る

だ
け

で

あ

る

。

こ

の

裁

決

書

に

よ

る

と

、

飛

地

で

あ

る

か

な

い

か

の
争

い

の

一

つ

は
、

大

泉

の

新

井

で

あ

っ

た

。

新
井

敷

は

二
間

幅

で

つ

な

が

っ

て

い

る
と

い

う
南

箕

輪

側

の
主

張

（
図
６
１

６
）

は
次

の

よ

う
に

却

下

さ

れ

た

。

西
箕
輪
村
共
有
大
芝
原
（

明
治
十

六
年
四
月
南
箕
輪
村
共
有
大
芝
原

卜
地
籍

ノ
区
画
ヲ

ナ
シ
同

年
五
月
廿

六
日
其

ノ
境
界
標

ヲ
確
定

シ
タ
ル
ヲ
以
テ
㈲
年

八
月
坦

一
日

二
至

り
溝

渠
敷
ヲ
南
箕
輪
村

ノ
一
部

ナ
ル
大

泉
耕
地

二
売
渡

シ
タ
リ
ト

ス
ル
モ
、
地
籍
（

売
買

二
依

/
図6-6　 南箕輪村の本村と飛地 が新井敷でつながった図（二間 幅）
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第6 章 村,の 発 展

ツ
テ
受
授

ス
可

キ
性
質

ニ
ア
ラ

ザ
ル
ヲ
以

テ
、

タ
メ
ニ
西
箕
輪
村
ノ
境
界
ヲ
変
更

ス
ル
ノ

道
理
ア
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス
ル

（
役
場
文
書
）

し

か
し

、

も

う

一

つ

の
争

い
、

大

泉

所

山

北

沢

山

を

西

箕

輪
村

へ
編

入

す

る

こ

と

は
却

下

さ

れ

て
、

南

箕

輪

村

の
勝

訴

と

な

っ
た

。

大
泉
所
山
及

ビ
北
沢
山
ノ
地
籍
（

南
箕
輪
村
卜
連
絡

ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
。
然

レ
共
県

令
第
十

九
号
（

飛
地

ヲ
所
在
地
籍

二
編
入

セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ニ

シ
テ
西
箕
輪
村
ノ
地
籍
以
内

二
介
在

セ
ザ
ル
ニ
山

ノ
地
籍

ヲ
以
テ
同
村
ノ
地
籍

二
編
入

ス
ベ
キ
道
理
ア
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ト

ス

（
役
場
文
書
）

こ

れ

に

対

し

て
同

年
同

月

の

三
〇

日
に

は
、

西

箕

輪

村

か

ら
不

服

の
上

訴

状

が

だ
さ

れ

た
。

そ
れ

に

よ

る

と

、
天

然

の

地

勢

か

ら

み

て

も
接

す

る
面

積

の

広

さ

か

ら

み

て

も

、

西

箕

輪

村

に

属

す

べ

き

こ

と

は
明

白

だ

と
、

る

る

の

べ

た

の

ち
次

の

よ

う
に

上

告

し

て

い

る

。

村
境
界

二
関

ス
ル
争
論
事
件
　

斥

長
野
県
参
事
会
裁
決
不
服
ノ
よ

頁

訴
願
人
　
　

西
箕
輪
村
長
　

唐
沢
市
五
郎

被
願

人
　
　

南
箕
輪
村
長
　

穂
高
孫
三
郎

略

…
…
…

西
箕
輪
村
の
主
張
に
一
つ
一
つ
反
論
し
た
の
ち
「
付
帯
の
上
訴
」
を
し
て
い
る
。

そ
れ
は
大
芝
原
は
も
と
も
と
総
地
元
の
入
会
地
で
あ
り
、
さ
き
の
新
井
敷
を
所
有

し
た
大
泉
耕
地
す
な
わ
ち
南
箕
輪
村
に
地
籍
も
あ
る
と
し
て
、
こ
の
井
敷
を
南
箕

輪
村
の
地
籍
に
編
入
し
て
ほ
し
い
と
、
逆
に
南
箕
輪
村
か
ら
上
訴
し
て
い
る
。

卯2

訴
訟
入
費
（

願
人
ヨ
リ
弁
償
受
ケ
タ
ク
候
也

明
治
廿
三
年
十
月
　
日
　
　
　
右
被
願
人
　
塵
局
孫
三
郎

巫
只
控
訴
院
民
事
第
二
局
長
　
北
村
泰
一
殿

こ
の
上

訴
裁
判

の
判
決

は
、
明
治
二
五
年
一
月
二
八
日
に
下

っ
た
。
こ

れ
は
長

野
の
裁
判
と
同

じ
で
、
北

沢
山
大

泉
所
山
は
西
箕
輪
村
に

と
り
か
こ

ま
れ
て
い
な

い
か
ら
飛

地
と
は
い
え
な
い
と
し
、
西
箕
輪
村

の
主
張

は
不
当

と
退
け

ら
れ
た
。

付
帯
上
訴
の
係
争
井

敷
は
、
所
有
権

は
売
買
で
き
る
が
、
地

籍
は
売
買
で
き
る
も

の
で
な

い
と
や
は
り
退
け
ら
れ
た
。
「
但

シ
訴
訟
費
用
「

原
告
ノ
負
担

タ
ル

ベ
シ
」

と
本
村

の
勝
ち
と
な

っ
て
、
西
箕
輪
村
の
費
用

も
ち
で
落
着
し
た
。

明
治
二
八
年

コ

ー月
付
の
県
告
示
六
二
六
号
で
、
実
際
に
飛
地
で
境
界

の
変
更

が
あ

っ
た
の
は
、
中
箕
輪
村

か
ら
本
村
へ
編
入
し
た
区
域
が
五
輪
塚
の
二
畝
二
四

歩
と
西
天
幹

線
西

の
一
反
五
畝
二
二
歩

だ
け
で
あ
り
、
逆
に
本
村
か
ら
中
箕
輪
村

へ
編
入

さ
れ
た
区
域

は
、
北
原

の
一
反

九
畝
一
三
歩

だ
け
で
あ

っ
た
。

右
ノ
理
由

二
付

キ
長
野
県
参

事
会
ノ
裁
決

二
服

ス
ル
能
ワ

ズ
。
茲

二
御
庁
ノ
御
裁
判
ヲ
仰

ギ
候
条
願
人
請
求
ノ
通
り
御
裁
判

成
シ
下

サ
レ
度

夕
願
イ
奉

り
候

明
治
廿
三
年
八
月
三
十
日

東
京
控
訴
院
長
　

松
岡
康
毅
殿

（
塩
ノ
井
大

束
文
書
）

こ

の
訴

状

は
代

言

人

を

た

て

て
正

式

な

も

の
な

の
で

、

南

箕

輪

村

で

も

こ

れ

に

応

し

て
時

の
村

長

が

こ

の
争

論

事

件

の

「
答

書

」

を

だ
し

て

い
る

。

こ

の
答

書

は



第
三
節
　
地
租
改
正
と
村
人
の
生
活

一
　

明
治
初
期
の
税
制

明
治
初
期
　
地
祖
改
正
前
の
租
税
の
納
入
は
、
お
お
む
ね
江
戸
時
代
の
貢
租
の

納
入
の
形
態
を
踏
襲
し
て
い
た
。
徴
税
事
務
は
村
で
統
一
し
て
行
な
っ
て

い
る

が
、
租
税
の
中
心
は
江
戸
時
代
の
本
途
物
成
で
あ
っ
た
田
々
畑
・
宅
地
の
貢
租
で

あ
る
。
小
物
成
で
あ
っ
た
百
姓
持
林
・
草
場
及
び
入
会
地
の
税
が
こ
れ
に
加
わ
っ

て
地
租
と
し
て
米
の
石
数
で
税
額
が
示
さ
れ
、
さ
ら
に
、
地
租
の
総
石
数
に
対
し

一
石
当
た
り
三
升
の
口
米
が
諸
掛
り
と
し
て
課
税
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
納
入
す

第３節　地租改正 と村人の生活

表6-4　江戸末期の本途物成と明治初期の地租の比較

北　　殿

(古料)

文久 ３年 慶応２年 明治 ２年 明治７年

石
186,377

石
113,807

石
130,839

石
153,590

神 子 柴

嘉永６年 安政 ４年 明治２年 明 治７年

137,046 H4,459 99,197 119,982

南　　 殿

(上知)

文化３年 慶応 ２年 明治２年 明治 ７年

57,732 44,960 ;） 51,150

べ
き
石
数
を
、
示
さ
れ
た
石
代

呆

の
値
段
）
に
よ
っ
て
貨
幣
で
納
め

る

代
金
納
方
式
を
と
っ
て
お
り
、
江
戸

時
代
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
っ
た
。

江
戸
時
代
に
有
っ
た
と
り
も
ち
代
、

麻
綿
売
り
出
し
は
廃
止
さ
れ
て
い
る

が
、
運
上
、
冥
加
等
は
雑
税
と
し
て

種
類
を
増
加
し
て
別
に
徴
収
し
て
い

る
。
明
治
七
年
の
雑
税
の
皆
済
帳
に

よ
る
と
、
雑
税
の
種
類
は
紙
す
き
税

・
石
工
税
・
売
薬
税
・
質
屋
税
等
二

四
種
に
及
ん
で
い
る
が
、
そ
の
総
税

額
は
少
な
く
、
税
総
額
の
Ｉ
％
に
も

満
た
な
い
額
で
あ
る
。
同
七
年
の
南

箕
輪
全
体
の
税
額
を
示
す
と
次
の
よ

う
で
あ
る
。

地
租

の
部

久
保

塩
ノ
井

｝
○
四
五
円
○
九
銭
二
厘

二
五
三
、
二
五
九

北
殿

（
古
料
）
　

九
六
〇

、
一
六
五

″
　
（
上
知
）
　
　
　
五
四

、
三
〇

九

南
殿

（
上
知
）
　

三
一
九
、
四

九
八

南
殿

（
古

科
）

田

畑

神

子
柴

大
泉

小
計

五
三
円
二

九
銭

九
厘

九
五
一
、
三
〇
四

七
四
九

、
四
ニ

ー

五
六
五
、
三
一
八

四
九
五
一
、
六
六
五

雑
税
（
全
村
）
　
　
　
三
七
、
九
七
四

合
計
　
　
　
　四
、
九
八
九
、
六
三
九

ま
た
、
江
戸
時
代
末
期
の
本
途
物
成
と
、
明
治
初
期
の
田
畑
・
宅
地
の
地
租
を

比
較
す
る
と
表
６
－

４
の
と
お
り
で
あ
る
。
江
戸
時
代
末
期
、
明
治
初
期
と
も
地

租
は
貨
幣
で
納
め
て
い
る
が
前
記
の
よ
う
に
税
額
は
石
数
で
示
さ
れ
て
い
る
。
年

度
に
よ
り
税
額
は
か
な
り
の
差
が
あ
る
が
、
江
戸
時
代
末
期
と
明
治
初
期
と
は
ほ

と
ん
ど
同
額
で
あ
っ
た
と
み
て
差
し
支
え
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
前
に
み
た
よ
う

に
税
の
類
別
や
呼
称
の
仕
方
に
変
化
は
あ
る
が
基
本
的
に
は
江
戸
時
代
の
貢
租
の

体
系
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
い
る
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

二
　

地

租

改

正

】
」
　
地

租
改
正
の

意
義

江
戸
時
代

か
ら
引
継

い
だ
租
税
制
度
は
、
各
藩
・
各
領
ま
ち
ま
ち
の
代

金
納
貢

表6-5　 江戸時代末一 明治

初期の米 価の変 動

年　度 １石当 たり円

万治元年

慶応元//

//　2 //

//　3 //

明治元//

//　2 //

μ　３ μ

μ　４μ

μ　５ μ

//　6 //

μ　７μ

//　8 //

//　9 //

//10//

円
1,940

3,558

7,356

3,640

4,230

7,870

4,670

2,790

2,000

3,000

4,680

5,130

2,940

3,360

5引



第６章 村 の 発 展

租

で

あ

っ

て
、

収

納

額

は

そ

の
年

の
天

候

に

大

き

く

左

右

さ

れ

、

さ

ら

に

、

石

代

金

を
納

入

す

る
場

合

に

納

入

金

額

は

そ

の
年

の
米

価

の
変

動

に

よ

っ
て

大

き

な

影

響

を
受

け

る

こ

と
に

な

る

。
当

時

の
米

価

は
表

６
－

５

の
よ

う

に

変

動

が

非

常

に

大

き

く
、

こ

の

よ

う

な
状

況

の
も

と

に

あ

っ
て

は
財

政

収

入

額

の
予

測

す

ら

困

難

で

あ

っ

て
、

近

代

的

な
財

政

計

画

を

立

て

る

こ
と

は
不

可

能

に

近

か

っ

た

。

そ

こ

で
、

明

治

政

府

は
中

央

集

権

国

家

と

し

て
、

全
国

的

に

統

一

さ

れ

た
税

制

の
制

定

、

近

代

国

家

に

ふ

さ

わ
し

い
財

政

の
確

立

を

目

指

し

て

大

が

か
り

な

税

制

改

革

を
行

な

っ

た

。

そ

れ

が
地

租

改

正

で

あ

る

。

こ

の
地

租

改

正

は
、

明

治

四

年

の
田

畑

勝

手

作

り

の
許

可

、

同

五

年

の
土

地

永

代

売

買

の
解

禁

と
共

に

、

土

地

を
封

建

的

諸

制

約

か

ら
解

放

し

近

代

的

土

地

所

有

制

度

を
確

立

す

る

こ
と

と
も

な

り
、

明

治

政

府

の
諧

改

革

の

う
ち

最

も

基

礎

的

で

か

っ

重
要

な
改

革

で

あ

っ

た

。

‥〔
〕」
　
田

・
畑

・
宅

地

の

地

租

改
正

地

租

改

正

は
、

ま

ず
明

治

五

年

二

月

政

府

に

よ

っ
て

土

地

所

有

者

に

、

土

地

所

有

の
証

し

と
し

て
地

券

を
下

げ

渡

す
と

い

う

こ
と

を
公

布

し

た

こ
と

か

ら
始

ま

っ

た

。
（
こ

の
時

の
地
券
を
壬
申
地
券
と
い
う
）
こ

れ

に

基

づ

い
て

筑
摩

県

は

同

年

三

月

、

農

民

の
土

地

所

有

権

を
公

認

す

る
地

券

を
土

地

の
売

買

が
行

わ

れ

た
と

き

、

そ

の
買

い
主

に

下

げ

渡

す

旨

を
布

達

し

、

つ

い
で

一
般

の
土

地

へ

の
交

付

の

た

め

に

次

の
よ

う

な

指

示

を
し

た

。

Ｉ
、
持
主

立
会

い
で
一
筆
ず

つ
土
地
を
取
り
調

べ
、

そ
の
肥
印

年
貢
米

の
多
少

な
ど
に

よ

り
適
当

な
値
段

を
取

り
き
め
、
検
地
帳

と
共
に
提
出
す

る
こ
と

。

２
、
今

ま
で
の
無
税
地

を
書

き
出
し
適
当

な
地
価
で
払

い
下
げ
を
願

い
出

れ
ば
、
検
査

の

う
え
地
券

を
渡
す
こ
と
。

３

、
田
畑
・
山
林
・

そ
の
他

、
一
人
別
に
取
り
調

べ
提
出
す

る
こ
と
。

さ

ら
に

、

石

高

と

反

別

を
記

し

た
絵

図

の
作

成

と

、

そ

の
差

し

出

し

を

も

命

じ

て

い
る

。

筑
摩
県

は
さ
ら
に
明
治
五
年

九
月
、
地
券
掛
に
権
典
事
黒
田
直
方
の
ほ

か
県
官

一
四
名
、
雇
一
〇
名

を
任
命
し

て
地
券
交
付

の
仕
事

を
進

め
、
各
村

々
に
「
田
畑

一
筆
限

地
引

帳
」

の
提
出

を
督

促
し

て
い
る
。
こ

の
と

き
に
提
出

さ
れ
た
も

の
と

思

わ
れ
る
田
畑
一
筆
限
地
引
帳

の
写

が
残

っ
て
い
る
。
そ
の
一
部

を
掲
げ

る
と
次

の
よ
う
で
あ
る
。

田
畑
一
筆
限
地
引
帳
（
抜
粋
）

二

千
三
百

七
十
九
番
宇
口
口

田
弐

畝
拾
壱
歩

持
主
　

堀

九
左
衛
門

此
の
収
穫
米
　

五
斗

三
升
弐
合

五
勺

地
価
　

金
八
円

八
拾
七
銭

万

万
弐
百
六
十
七
番
字
同
所

田
六
畝
拾
九
歩

持

主
　
同
　
　

人

此
の
収
穫
米
　

壱

石
四
升

五
合

地
価
　

金
拾
三
円
九
拾
三
銭

一
一

犬

五
百
八
十
一
番
字
家
ぞ
へ

畑
　

七
畝
弐
拾
五
歩

持
主
　
征

矢
甚
三
郎

此
の
収
穫
　
大

麦
　

七
斗
八
升

三
合

大

兄
　
八
斗
弐
升

三
合

地
価
　

拾
四
円

拾
銭

七
百
五
十
番
宇
麦
干
場

畑
　

壱
反

五
畝
歩

持
主
　

征
矢
彦
三
郎
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此
の
収
穫
　
稗
　
弐
石
四
斗
三
升
七
合

地
価
　
五
円
九
拾
九
銭
八
厘

（
塩
ノ
井
大
東
文
書
）

こ
の
と
き
に
提
出
さ
れ
た
地
引

帳
に
記

載
さ
れ
た
土

地
代

金
（
地
価
）
は
、
従

来
の
上
、
中
、
下

の
等
級
と
全
く
異
な

っ
て

い
た
り
、
村
に
よ
っ
て
は
面
積
が
検

地
帳
の
面
積
に
と
ら

わ
れ
て
実
地
の
面
積
を
出
さ
ず
、
あ
る

い
は
代

価
（
地
価
）

が
不
当
に
安
く
評
価
さ
れ
て

い
る
と
し
て
、
筑
摩
県
は
明
治
五
年
一
一
月
「
説
諭

書
」
を
出
し
、
実
地
反
別
を
地
押
し
丈
量
（
測
量
）
を

し

て

適
当
の

代
価
を
一
筆

ご
と
に
明
ら

か
に
す
る
よ
う
再
調
査
を
命
じ
た
。

県
は
再
調
査
に
当
た
り
「
地
券
日
勤
録
」
を
作
ら
せ
、
厳
し
い
規
約
の
も
と
で

実
地
測
量
を
さ
せ
て

い
る
。
塩
ノ
井

耕
地
の
「

地
券
日
勤
録
」
か
ら
そ
の
実
地
調

査
の
様
子
を
見

よ
う
。

再
調
査
は
、
検

地
廻
村

附
属
林
所
平

の
出
張
指
導

に
よ
っ
て
行

わ
れ
て
お
り
、

そ
の
係
官
の
指

導
を
受

け
、

そ
の
内
容
に

つ
い
て
二
月

六
日
村
方

で
相

談
し

た
後

七
日
よ
り
実
地
調
査
を
行

っ
て
い
る
。
村
中

の
土
地
に

つ
い
て
一
筆

ご
と
の
実
地

測

量
、
正

確
を
期

す
る
た
め
の
下
帳

の
読
み
合

わ
せ
、
絵
図
面

の
作
製
、
作
徳
米

調
査
、
土
地
代
価
（
実
価
）
の
取

り
調

べ
、
本
帳
作
製
等

の
作

業

が
行

な
わ
れ
て

い
る
が
、

こ
れ
は
大
事
業
で

あ
っ
て
二
月

七
日
よ
り
始

め
て
八
月
末

ま
で

の
間
に

一

二
一
日
、
毎
日
数
人

の
耕
地
内

の
主

た
っ
た
大

た
ち
が
出

て
作
業

を

し

て

お

り
、

そ
の
延

べ
人
数

は
五
五
〇
大
に
達
し
て

い
る
。
二
五
〇
石
程
度

の
塩
ノ
井
耕

地
で

こ
れ
だ
け

の
延

べ
人
数

を
要
し
て

い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
大

き
な
耕
地

で
は

一
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
〇
人

の
延
べ
人
数
を
必
要
と
す
る
実
調
査
で
あ

っ
て
、
そ
の

経
費
も
莫
大
な
も

の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ

の
調
査
に

お
い
て
実
価
（
地
価
）
が

ど
の
よ

う

に

定

め
ら

れ
た

か
明
ら
か
で

な

い
が
、
当
時
地
価

の
決
定
に
は

い
ろ
い
ろ
の
考
え
方
が
あ

っ
た
。
第
一
は
、
売

買
価
格
に
よ
る
地
価
決
定
の
方
法
で
あ
っ
て
、
農
民

側
の
申
告

に
よ
る
も
の
で
比

較
的
低
い
地
価
に
抑
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
第
二
は
、
入
札
に
よ
る
地
価
決
定
の

方
法
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
政
府
の
考
え
方
で
あ
っ
た
が
実
情
に
あ
わ
な
い
と
し
て

採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
第
三
は
小
作
地
方
式
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
地
主
へ

の
小
作
料
を
も
と
に
地
価
を
算
定
す
る
方
法
で
、
筑
摩
県
下
は
こ
の
方
法
に
よ
っ

て
地
価
を
算
定
し
よ
う
と
し
た
。
第
四
は
自
作
地
方
式
と
い
わ
れ
る
も
の
で

あ

り
、
収
穫
量
を
基
に
し
て
地
価
を
算
定
す
る
方
法
で
あ
っ
た
。
地
価
決
定
に
も
こ

の
よ
う
に
い
く
と
お
り
も
の
考
え

方
か
お
り
、
ほ
か
に
も
多
く
の
問
題
点
が
あ

り
、
ど
の
程
度
壬
申
地
券
が
交
付
さ
れ
た
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
。
本
村
関
係
地

域
内
で
は
ま
だ
壬
申
地
券
が
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
交
付
さ
れ
た
か
ど
う
か
も
明

ら
か
で
な
い
。

明
治
六
年
七
月
、
地
租
改
正
条
例
が
公
布
さ
れ
、
地
租
改
正
は
新
し
い
段
階
に

入
っ
た
。
こ
の
条
例
は
旧
来
の
田
々
畑
の
貢
納
の
法
を
廃
止
し
、
す
べ
て
の
土
地

に
地
券
を
交
付
す
る
。
地
券
調
査
が
済
み
次
第
、
地
価
に
し
た
が
い
地
価
の
Ｉ
〇

明治10年 発行地 券（田畑中屋文書）図6-ｱ

○
分
の
三
を
地
租
と
定
め
る

と

い
う
趣
旨
で
あ
っ
た
。

筑
摩
県
は
既
に
壬
申
地
券

の
た
め
の
地
押
し
丈
量
を
行

な
っ
て
、
地
価
算
定

の
段
階

に
入

っ
て
い
た
の
で
、
新

た

な
地
租
改
正
条
例
に
も
大
き

な
動
揺

な
く
移
行
し

て
い
っ

た
。
筑
摩
県

の
地
価
算
定

の

方
針
は
小
作
地
方
式
で
、
国

家
・
地
主
・
小
作
人

の
取
り

分
け
次

の
よ
う
に
考
え
て

い

た
。
（
『
県
政
史
第
一
巻
』
）
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国
の
地
租
　
二
二
・
二
％

地
主
取
分
　
四
〇
・
二
％

小
作
取
分
　
三
七
・
六
％

し
か
し
、
こ
の
筑
摩
県
案
は
国
家
収
入
が
少
な
い
と
し
て
政
府
か
ら
認
め
ら
れ

ず
に
廃
案
と
な
り
、
検
査
例
第
二
則
に
よ
る
小
作
地
方
式
の
地
価
算
定
方
式
に
変

更
し
て
い
る
。
そ
の
地
価
算
定
方
式
を
史
料
に
よ
っ
て
示
す
と
次
の
よ
う

で
あ

る
。

田
畑
等
級
仕
方
書
上
簿

第
十
七
大
区
九
小
区
伊
那
郡
久
保
村

○
一
等

一
田
壱
反
歩
　
　
但
し
壱
坪
に
付
き
米
七
合
五
勺

収
穫
米
　
弐
石
弐
斗
五
升

内
米
壱
石
壱
斗
弐
升
五
合
　
　
種
肥
手
間
代
作
徳
作
人
分

米
壱
石
壱
斗
弐
升
五
合
　
　
小
作
米
に
み
な
し

代
金
三
円
七
拾
五
銭
　
　
　
金
壱
両
に
付
き
三
斗

内
金
壱
円
拾
弐
銭
五
厘
　
　
　
地
租
、
百
分
の
三
積
り

金
三
拾
七
銭
五
厘
　
　
　
　
村
費
、
百
分
の
一
積
り

残
而
金
弐
円
弐
拾
五
銭
　
　
利
子
六
分
に
当
る

地
価
金
三
拾
七
円
五
拾
銭
　
但
し
壱
坪
に
付
き
金
拾
弐
銭
五
厘

（
二
～
一
〇
等
略
）

○
畑
一
等

一
畑
　
壱
反
歩

収
穫
大
麦
　
壱
石
　
　
　
　
但
し
壱
坪
に
付
き
三
合
三
勺
三
三

代
金
壱
円
　
　
　
　
但
し
壱
円
に
付
き
壱
石

大
且
　
壱
石
五
升
　
　
但
し
壱
坪
に
付
き
大
豆
三
合
五
勺

代
金
三
円
五
拾
銭
　
但
し
壱
円
に
付
き
三
斗

代
金
／

四
円
五
拾
銭

内
金
弐
円
七
拾
銭

金
壱
円
八
拾
銭

内
金
五
拾
四
銭

金
拾
八
銭

残
而
金
壱
円
八
銭

地
価
金
拾

八
円

（
二
～

一
〇
等
略
）

右

の
通
り
に
御
座
候
。

明
治

七
年

六
月

種
肥
手
間
作
徳
作
人
分

小
作
金
に
み
な
し

地
租
百
分
の
三
積
り

村
費
百
分
の

Ｉ
積
り

利
子
六
分
に
当
た
る

但
し
壱
坪
に
付
き
金
六
銭

副

戸

長

／／

征
矢
定
七
郎

赤
羽
　

城
作

丸
山
　

寛
一

他
一
名

筑
摩
県
権
令
　
永
山
盛
輝
殿

（
塩
ノ
井
大
東
文
書
）

こ
の
地
価
算
定
方
式

を
見

る
と
、
種
肥
及

び
作
徳
分
（
耕
作
者
の
得
分
）
を
田
一

等
で
収
穫

高
の
五
割
、
畑

の
一
等

で
は
六
割
ｙ

田

の

Ｉ
〇
等
で
六
割
五
分
、
畑

の

一
〇

等
で
六
割
を
差

し
引

き
、
残

り
を
小
作
料
と
見
な
す
こ
と
に
し
て

い
る
。
こ

の
小
作
料

か
ら
地
租
分
及

び
村
費
分

を
差
引

い
た
残
額

を
土
地
所
有
者

の
利
益
と

考
え
、

こ
の
利

益
（
利
息
）
を

六

分
利

で
生
み
出

す
元

金
を
逆
算

し
、
求

め
ら
れ

た
額
を
地
価
と
見

な
す
と

い
う
小
作
地
方
式

で
地
価

を
決
定
し

て
い
る
。
こ

の
種

肥
代
及
び
作
徳
作
人
分
五
～
六
割
五
分
を
差
し
引

く
と

い
う
方
法

は
、
地
価

を
安

く
さ
せ
農
民

に
と

っ
て
は
有
利

な
方
法

で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
方
法
も
、
筑
摩

県
は
小
作
地
が
一
般
化
し
て

い
な

い
と

い
う
理
由
で
認

め
ら
れ
ず
、
最

後
は
、
検

査
例
第
一
則
に
よ
る
地
価
算
定
方
式
（
自
作
地
方
式
）
に
変
更

し
て
い
る
。

こ

の
自
作
地
方
式
に
お

い
て
も
、
筑
摩
県
に
お

い
て

は

割
引

率

（
収
穫
高
か
ら
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種
肥
代
等
を
差
引
く
率
）
に

独
自

の
「
田
畑
割
引
法
」
を
示
し
た
が
政
府

の
認

め
る

と
こ
ろ
と
な
ら
ず
、
検
査
例
第

一
則

ど
お
り

の
強
制
適
用
と

い
う
こ
と
に
な

っ
た

よ
う
で
あ
る
。
そ
の
第

一
則

の
基
本

は
次

の
よ
う
で
あ

っ
た

。

Ｉ
　
算
定
米
価
は
石
当
た
旦

二
円
五
九
銭
を
中
心
と
す
る
統
一
物
価
を
採
用
す
る
。

２
　
種
肥
代
は
収
穫
物
の
一
五
％
を
差
引
く

３
　
利
率
は
六
％
と
す
る

こ

れ
は
、
土
地

の
等
級
を
定
め
、
そ

の
等
級
に
基
づ

い
た
収
穫
量
を
面
積
に
乗

じ
て
そ

の
土
地

の
収
穫
量
を
計
算
し
、
そ
れ
か
ら
種
肥
代

と
し
て
一
五
％

を
差

し

引

き
、
残
り

の
金
額
を
利

子
率
六
％

合

・
○
六
）
で
除

し

て
得

た
金
額

を
地
価

表
６
ｊ
６
　
南
箕
輪
村
田
・
畑
・
宅
地
の
等
級
と
反
金
（
一
反
歩
当
た
り
の
地
価
）

に
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
筑
摩
県
の
小
作
地
方
式
の
種
肥
代
お
よ

び
作
徳
分
と
し
て
五
Ｏ
～
六
五
％
を
差
し
引
く
案
に
比
べ
て
、
格
段
に
高
い
地
価

に
な
る
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
て
、
こ
の
種
肥
代
一
五
％
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
こ

れ
を
受
け
入
れ
難
い
も
の
と
し
て
、
村
々
総
代
連
署
の
地
租
改
正
に
つ
い
て
の
建

議
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
第
一
七
大
区
の
改
正
建
議
の
要
点
は
、
政
府
は
種
肥
代
を
全
国
一
律
に
収

宅　地 畑 田
地
目

一一 一一

// 等

九 七 五 三 一

μ　り　リ　μ　等

一 一 一 一 九 七 五 三 一
七 五 三 一
μ　μ　μ　μ　μ　μ　μ　μ　等

等

級

一 一一
一 一四 六 〇

等　 ｀ 円

ま Ｏ Ｏ

で ○ ○

銭

一一 一
九 三 五 七 六 一

等　 ｀　｀　｀　｀ 円

ま 六 六 一 一 五

で ○ ○ ○ 五 〇

銭

三 三 四 四 四

九 一 五 〇 四 八等　、 、 、 、円

ま 一 五
〇 七 九

で 三 九 五 〇 六
銭

久

保
耕
地
反
金

一 二

三 九 九
等　｀ 円

ま 一 九
で 四 〇

銭

一 一

八 三 七
四 七

等　｀　` 　` 円

ま 五 〇 〇 〇
で ○ ○ ○ ○

銭

七 五 三
μ　μ 等 新

一 一 畑　 二 三 三

六 二 九 分 六 八 〇 二
｀　` 　` 　　等　｀　`

円

一
二 二　 ま ○ ○ ○

四 七 四　 で ○ ○ ○
銭

大

泉
耕

地
反
金

四
二 〇

四 六 円
等　｀ ○

ま 七 三
で ○ 銭

五

一

七 三
四 八 五

等　｀　` 　` 円

ま
二 九 〇 〇

で 九 五 五 〇

八 七 銭

二 二 四 四 四

九 七 九 一 四 八等　、 、 、 、円

ま 五 五 一 二 六
で Ｏ Ｏ 一 八 三

銭

北

殿
耕

地
反
金

平
一 万
一 等
八
円

○
○
銭

一
一 一

九
二 四 七　｀五

等　｀　` 　` 七 円

ま 七 七 二 一 三
で 九 九 〇 ニ ー

ハ 五 七 四 銭

三 三 三 三 三 三 三 四 四

一 二 四 五 六 七 九 〇 三、 、 、 、 、 、 、 、
円

五 七 〇 二 八 七 一 〇 三

○ 一 七 〇 〇 〇 〇 〇 〇
銭

南

殿
耕

地
反
金

一 一
一 一

三 三 九
等　｀ 円

ま 六 五
で 六 三

銭

一　　 一 一 一

〇 五 六 二 四 七等　、 、 、 、円

ま ○ ○ 九 五 五
で ○ ○ ○ Ｏ Ｏ

銭

一
二 二 二 三 三 三 四 四

五 三 七 九 三 三 七 〇 二
等　｀　` 　` 　` 　` 　` 　` 円

ま 六 六
四 六 七 九 〇 一

で 九 七 八 九 九 〇 一 一
銭

田
畑

耕
地反

金

一 一
一 一四 三 九

等　｀ 円

ま 九 九
で 五 六

銭

一一 一一
// 等 原

畑 一 一 二

四 六 分 五 九 三

｀　` 　　　` 　｀ 円

五 三　 九 九 九

五 七　 二 二 二

二　　　　　　　 銭

外 五 三 一

リ　μ 等 前
二 二 三 三 川 三 三 四

一 三 一 七 原 一 九 七、 、 、 、分　 、 、円

○ ○ ○ ○　 七 四 一
〇 〇 〇 〇　 九 九 七

銭

神
子
柴

耕
地
反
金

穫
高

の
一
五
％

と
し
て
指
示
さ

れ
た
が
、
土
地
の
肥
痔
等
を
等
級
で
区
分
す
る
に

し
て
も
、
上
等

の
地
は
種
代
、
肥
料
代
が
少
な
く
て
収
穫
が
多
く
、
下

等
の
地
は

種
代
、
肥
料
代
を
多
く
要
し
て
収
穫
が
少
な

い
。
し
た
が

っ
て
一
律
一
五
％

を
適

用
す
る
こ
と
は
不

合
理
で
あ
っ
て
、

当
地

の
よ
う
な
僻
地
の
農
民

は
生
活

が
苦
し
く
な
り

土
地
は
荒

れ

て

し

ま
う
。
こ
れ
で
は
御
趣
意

が
徹
底

し

な
い
。
ま
た
収
穫

高
に

よ
っ
て
地
価

を
決
定

す
る
に

は
種
肥
代

を
五
〇
％

以
上
に
見
積
も

ら
ね
ば
不
足
が

は
な

は
だ
し

い
。
こ

れ
は
す

べ
て

の
基
礎

に

な
る
こ
と
で
あ
り
、
国
家
保
護
に

も
関
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
一
五

％

を
強
行
す
る
な
ら
ば
も

っ
と
収
穫

高
を
少
な
く
し
な
く
て
は
お
請
け
し

難

い
。
さ
き
に
各
村
々
よ
り
上

申
し

た
五
割
小
作
積

計
法

（
小
作
地
方
式
）

に
よ

っ
て
地
価
決
定
を
お
請
け
し
た

い
、

と

い
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
一
七
大
区

5 夕Z
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上
げ
て
の
建
議
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
要
望
は
取

り
上

げ
ら
れ
ず
政
府
方

針
が

強
行
さ
れ
た
。
こ
の
地
租
改
正
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
各
部
落
の
土

地
の
等
級
、

お
よ

び
そ
れ
に
応
じ
た
地
価
は
表
６
－

６

の
よ
う
で
あ
る

。

地
価
決
定
に
当

た
っ
て
は
、
江
戸
時
代
の
村
（
明
治
初
期
の
耕
地
）
ご
と
に
独
自

の
方
法
で
行

な
わ
れ
た
。
し

た
が

っ
て
、
新
し
く
定
め
ら
れ
た
土
地
の
等
級
は
耕

地
に
よ

っ
て
か
な
り

の
差
が
あ

っ
た
こ
と
は
表
６
１

６

の
と
お
り
で
あ
る
。
例
え

ば
水
田

の
等
級
は
久
保
耕
地
は
一
等

か
ら
九
等
ま
で
の
九
段
階
、
南
殿
は
一
等
か

ら
一
七
等
ま
で

の
一
七
段
階
で
あ
り
、
同
じ
一
等
で
も
久
保
の
反

当
地
価
が
四
八

円

九
六
銭
に
対
し
、
ｍ

畑

の
そ
れ
は
四
二
円
一
一
銭
、
大
泉
は
三
二
円
と

い
う
よ

う
に
大
き
な
差
が
あ

っ
た
の
で
あ
る

。
こ

の
点
が
後
の
地
価
修
正
に
当
た

っ
て
大

き
な
問
題
点
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

三
　

山

林

原

野

の

地

租

改

正

山

林

原

野

の
地

租

改

正

は
田

々

畑

の
地

租

改

正

に

続

い
て

行

な

わ

れ

た

が

、

入

会

地

に

つ

い

て

の
地

租

改

正

は
官

民

有

区

分

の
決

定

と

い
う

重

要

な

問

題

を

含

ん

で

い

た

。
し

か
し

、

官

民

有

区

分

の
決

定

に

つ

い
て

は

「

第

五

章

、

山

野

と

村

の

生

活

」

に

譲

り
、

こ

こ

で

は
山

林

原

野

の
改

め

出

し

と

地

価

の
決

定

に

つ

い
て

、

そ

れ

が

ど

の
よ

う

に

行

な

わ

れ

た

か
を

見

よ

う

。

入

会

地

の
地

租

改

正

に

際

し

、

明

治

八

年

一

一

月

一

三

日

に

筑

摩

県

参

事

あ

て

に

報

告

し

た
入

会

地

の

「
入

会

村

々
出

会

取

調

」

と

い
う

資

料

が

あ

る

。

そ

の
一

部

を

左

に
掲

げ

る

。

△
字
大
芝
原

一
、
原

野
　
反
別
三
百
弐
拾

六
町

七
反
九
畝
廿
歩

地
価
弐
百
弐
拾

八
円

七
拾
銭
　

但
し
壱
町
に
付
き
金

七
拾
銭

右
入

会
　
総
地
元
　

南
箕
輪
村
全
、
西
箕
輪

の
内
大
泉
新
田
・
大
萱
・
上
戸
・
中

条
・
与

地

（
中
　

略
）

△
字
大
泉
所

一
、
山
　
　

反
別

八
百

六
拾
四
町
歩
　

地
元
大
泉

地
価
弐
百
拾

六
円
　

但
し
壱
町
に
付
き
廿
五
銭

右
入
会
　

南
箕
輪
村
全
、
西
箕
輪

の
内
大
泉
新
田
・
大
萱
・
吹
上
・
中
曽

根
・
羽

広
・
中
箕
輪

の
内
富
田

（
中
　

略
）

右

は
今
般
山
林
原
野
民
有
に
編
入
仰
せ
渡

さ
れ
、
入
会
村

々
立
会
い
取
り
調
べ
地
元
こ
れ

有

り
候
分

、
又

総
地
元
入
会

の
分
仕
分
け
、
反
別
地
価
相
付
け
差
し
上
げ
奉
り
候
処
相
違

御

座
無
く
候

明

治
八
年

十
一
月

十
三

目
　
　

第
十

七
大
区

中
箕
輪
村
副
戸
長
　

西
箕
輪
村
副
戸
長

南
箕
輪
村
副
戸
長
　

伊

那
村
副
戸
長

第

十
六
大
区

伊

那
部
村
副
戸
長

筑
摩
県
参
事
高
木
惟
矩
殿

（
塩
ノ
井
大
東
文
書
）

こ

れ

に

よ

る

と
、

入

会
村

々
出

合

い
に

よ

っ

て
取

調

べ

を
行

な

い
面

積

と
地

価

を

算

定

し

て

、

入

会
村

名

を
列

記

し

て
報

告

し

て

い
る

。
面

積

を

ど

の

よ

う
に

し

て

決

定

し

た

か

は
不

明

で

あ

る

が

、
江

戸

時

代

の
面

積

の

数

倍

の

広

さ
に

な

っ
て

い
る

。

そ

れ

ま

で

の

六

会

地

の
面

積

は
、

宝

暦

七
年

（
一
七
五

七
）
初

め

て
山

手

、

野

手

を

課

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ
た
時

農
民

側

か

ら
申

告

し

た
面

積

で
、

過

小

に
見

積

も

ら

れ

て

い
た

が

、

今
回

の

地

租
改

正

で

は

所
有

権

の

確
認

と

い
う

こ

と

が

あ

っ
た

た

め

で

あ

ろ

う

、

実

地

に

つ
き
取

調

べ

が
行

な

わ
れ

た

の

か

か

な

り
正

確

な

面

積

が

報

告

さ

れ

て

い
る

。

し

た

が

っ
て

改

め

出

し

率

は

極

め

て
大

き

い
。

こ

の

面

積

が

、

後

の
入

会

地

分

割

に

際

し

て

の
実

地

測

量

に

よ

る

面
積

算

出

ま

で

入

会

地

面

積

の
基

礎

に

な

っ

て

い

る

。
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ま

た

、

地

価

に

つ

い
て

は

、
株

野

は

一

町

歩
当

た

り

七

〇

銭
、

薪

山

は

一
町

歩

に

つ
き

四

〇

銭

・

三

〇

銭

・

二
〇

銭

の

三
段

階

に

分

け

て
算

出

し
報

告

し

て

い

る

。

し

か

し
、

こ

の
報

告

に

対

し
国

々

県

か

ら

地
価

が
低

い
と

い

う

こ
と

で
認

め

ら

れ

ず
、

再

三
増

額

が
要

求

さ

れ

て

い

る

。

こ

の
地

価

増

額

の
要

求

に

対

し

て
、

第

一

七
大

区

九

か
村

は
次

の
よ

う

な

地

価

軽

減

に

つ

い

て

の
上

申

書

を

提

出

し

て

い

る

。
上
　

申
　

書

当
大
区
内
山
林
原
野
地
価
ノ
儀

、
過
日

総
代

ノ
者
罷

り
出
御
説

諭

二
基

ヅ
キ
精

々
尽
力

、

見

込
ミ
相
附

シ
候
モ
、
未

ダ
低
価

ノ
趣

ヲ
以
テ
今

一
層
増
価
ヲ
致

ス
旨
仰

セ
聞

カ
サ

レ
、

出
県

二
於
テ
御

請
ケ
仕

り
難

ク
帰
村

ノ
上
集
議
ヲ
遂
ゲ
候
処
、
先
般
総
代

ノ
者
上
申
見
込

ミ

ノ
金
額

ニ
テ

モ
人
民
恐
怖
仕

り
此

ノ
上
御
見
込
ミ
ノ
金
額
（

到
底
分
課
ノ
目
途
立
チ
難

ク
Ｅ
（
中
略

ブ
・
方
今
地
租
改
正
実
地
反
別
相
改
メ
先
般
見
込
ミ
ヲ
附

シ
候
価
ヲ
以

テ
旧

租

二
比
較
計
算

ス
レ
ハ

十
倍
余
ノ
税
額
、
且
ツ
別
紙
収
穫
ヲ
以

テ
算
ス
ト
雖
モ
過
分

ノ
高
価

（
差
支
）
　
ほ
と
ん

ニ
テ
困
却
仕
リ
、
此
ノ
上
増
加
分
賦
税
金
等
指
閃

工
殆
ド
当
惑
仕

り
候
間
前
条

ノ
次
第
御

さ
い（
マ
マ
）

洞
察
成

シ
下

サ
レ
御
仁
滓

ヲ
以
テ
過
日
総
代

ノ
者
見
込
ミ
相

立
テ
候
、
金
員

ニ
テ
御
用
済

ミ
成

シ
下

シ
置

カ
レ
度

ク
此

ノ
度
願
イ
上
ゲ
奉
り
候
　

以
上

明
治
九
年

七
月
十
三
日
　

右
大
区
内
東
箕

輪
人
民
総
代

以
下

八
か
村
総
代
署
名

（
塩

ノ
井
大
東
文
書
）

こ

れ

ら

の
上

申

に

も

か

か

わ

ら

ず
、

山

林

地

価

は
さ

ら

に

増

額

し

て
申

告

し

な

け

れ

ば
な

ら
な

く
な

っ

た
よ

う

で

、

そ

の
時

決

定

し

た
地

価

は

明

治

八

年

の
取

調

べ
報

告

の

Ｉ
・
五

～

四

・

四

倍

程

度

の
高

い
地

価

に

な

っ
て

い
る

。

そ

の

地

価

の

一
部

を

比

較

対

照

し

て

示

す

と

次

の

よ

う

で

あ

る

。

入
会
地
名
　
　
　

面
　
　

積
　
　

明

治
八
年
申
告

地
価
　
　
　

決

定
地
価

大
泉
所
山
　
　
　

八
六
四
町
　
　
　

二
一
六
円
○
○
銭
　
　

三
八
〇
円

一
六
銭
　
　
　
　

・
、

北

沢

山
　
　

一
七
二
八
町
　
　
　

五
一

八
円
四
〇
銭
　
　

七
七
三
円

七
四
銭

御

射

山
　
　
　

コ

ー五
町
　
　
　
　

五
〇
円
○
○
銭
　
　

二
一
八
円

七
〇
銭

大

芝

原
　
　
　
三
二
六
町
七
九
　
二
二
八
円
○
○
銭
　
　
三
四
〇
円
○
三
銭

注
　
大
芝
原
の
決
定
地
価
は
分
割
後
の
南
箕
輪
分
よ
り
の
推
計
に
よ
る
。

こ
う
し
て
、

入
会
地
の
地
租

は
こ
の
新
決
定
地
価
に

よ
る
こ
と
に
な
り
、
明
治

一
一
年
「

山
林
原
野
改
租
決
定
通
知
書
」

が
次

の
よ
う
に
来

て
い
る
。

中
箕
輪
村

西
箕
輪
村

南
箕
輪
村

伊
那
村

村

々
正
副
戸
長
御
中

南
第
十
七
大
区

山
野
改
租

二
付
キ
過
般
各
大
区
限
り
申

シ
立
テ
ノ
地
価
町
当

タ
リ
ヲ
以

テ
新

税

施

行

ノ

儀
、
其
ノ
筋
へ
票
儀

ノ
上
聞

キ
届

ケ
候
条
、
明
治

九
年

ヨ
リ
旧
租
相
廃

シ
規
則
ノ
通

り
収

税
致

ス
可

キ
義

卜
相
心
得

各
村

々
へ
通
知

二
及

ブ
可

ク
此

ノ
段
相
達

シ
候
事
、

明
治
十
一
年
十
二
月
十
八
日

長
野
県
令
　

楢
崎
寛
直
⑩

（
役
場
文

書
）

四
　

地

租

改

正

に

よ

る

「

改

め

出

し

」

と

増

税

地

租

改

正

が
、

地

価

を
決

定

し

、

そ

の
地

価

に

対

し

て

課

税

を

す

る

と

い
う

こ

と

の

ほ

か
に

、

地

券

を

交

付

す

る

こ

と

に

よ

っ
て

個

々

の
農

民

に

土

地

所

有

の

権

利

を
保

証

す

る

こ

と

で

あ

っ
た

か

ら

、

そ

こ

に

記

載

さ

れ

る

土

地

面

積

は

将

来

に

わ
た

っ
て

問

題

の
起

こ

ら

ぬ

よ

う

に

、

実

地

に
即

し

た
正

確

な

面

積

を

記
載

し

て

お

こ

う

と

い
う

心

理

が

手
伝

っ
て

、

政

府

の

増
税

の
方

針
に

沿

っ

た
土

地

面

積

の

改

め

出

し

（
土
地
改

め
に
よ
っ
て
面
積

が
増

す
こ
と
）
が
行

な

わ

れ

た

。
こ

う

し

て

地

租

改
正

前

後

の
土

地

面

積

に

は
大

き

な
差

が
出

て
き

て

い

る
が

、

そ

の
状

況

は
表

６
－

７

の

と

お

り
で

あ

る

。

筑

摩

県

の
田

の
改

め
出

し

率

一

一
四
％

は
全

国

最

高

で

あ

る

と

い

わ
れ

る

が

、

南

箕

輪

村

の
畑

の

八
一
丁

四
％

も

か

な

り

高

い
改

め

出

し

率

で

あ

る

。

ま

た

、

旧

入

会

地

の
改

め

出

し

率

は

さ

き
に

見

た

よ

う
に

一

八

一

～

八

六
四
％

と
非

常

に

高

い
。
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第６章 村 の 発 展

表6-ｱ　地租改正による改め出し状況

地　　　　 目 筑　 摩　 県 南 箕 輪 村

田　　旧　 反　 別

田　 新　 反　 別

田 改 め 出 し 反 別

田 改 め 出 し 率

町反畝
15,932,85

34,127,45

18,194,60

114,2％

町
反畝

106,39

152,91

46,52

43,7％

畑　 旧　 反　 別

畑　 新　 反　 別

宅 地 改 め出 し 反 別

総 改 め 出 し 反 別

改　 め　出l　し　率

22,909,35

31,342,61

4,682,96

13,116,22

57,25％

265,92

468,04

旧宅　　　16,60
新宅　　　33,51

219,03

82,4％

備　　　　　 浙
・ 県政史 及び上伊那町村誌より作成
・歩 以下切捨 て

表6-8　 地 租改正検査例国・地主 ・小作の取前（反当）

ぺぺ ‾～へ～～
～～ヘ ヘ

ヘ ～
‾へＷヘヘヘヘ

貨幣表示 石高表示 割　　合

地租及び村入費

地　主　取　前

小 作 取 前

種　　 肥　　 代

計

円
1,632

1,632

0,816

0,720

4,800

石
0,544

0,544

0,272

0,240

1,600

34％

34

17

15

100

こ
の
よ
う
に
、
改
め
出
し
に
よ
っ
て
面
積
が
大
幅
に
増
大
し
、
地
価
も
長
民
の

希
望
に
反
し
て
高
い
価
格
に
決
定
し
た
の
で
、
地
価
の
Ｉ
〇
〇
分
の
三
と
い
う
税

率
に
よ
る
地
租
は
、
明
治
新
政
府
に
寄
せ
た
農
民
の
期
待
を
裏
切
っ
て
、
そ
の
負

担
は
軽
減
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
増
徴
さ
れ
る
こ
と
さ
え
多
か
っ
た
の
で
あ

地
租
改
正
検
査
例
に
お
け
る
国
・
地
主
・
耕
作
者
の
取
前
を
例
示
し
た
も
の
が

表
６
－

８
で
あ
る
。
収
穫
高
の
三
四
％
が
税
と
し
て
徴
収
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま

れ
て
お
り
、
政
府
の
考
え
方
が
税
の
軽
減
で
は
な
く
、
い
か
に
し
て
新
政
に
必
要

な
財
源
を
確
保
す
る
か
、
と
い
う
立
場
か
ら
地
租
改
正
が
進
め
ら
れ
た
と
い
わ
れ

る
と
お
り
で
あ
っ
て
、
全
く
江
戸
時
代
の
重
い
貢
租
の
継
承
で
、
そ
れ
が
完
全
な

金
納
と
な
り
、
凶
年
で
も
減
免
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
点
で
は
農
民
に
と
っ
て
は

一
層
き
び
し
い
も
の
に
な
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
新
旧
税
額
を
比
較
し
た

も

の

が

表
６
１
９

で
あ
る
。
筑
摩
県

（
信
濃
側
分
の
み
）
に

つ
い
て
田

租

を
み
る
と
、
収
穫
高
一
石

に
つ

い
て
租

米

は
旧
地
租

の
場
合
四
・

八
三
二
斗
に
対
し
、
新
地
租
で
は
二
・
四
三
八

五

斗
と

ぼ
ぼ
半

減
し
て
い
る
が
、
改

め
出
し

が
多

い
た
め
旧
地
租

九
万
一

七
八
一
石

に
対
し
新
地
租
金
を
米

に
換
算
す
る
と
一
一
万
二
三
四

九
石

と

な
り
、
ニ

ー
％

の
増
徴
と
な
る
。
畑
に
つ

い
て
み
て
も
二
二
％

の
増
徴
の

計
算
に
な

る
。
南
箕
輪
村
の
場
合
は
明
治
七
年
の
旧
租
の
総
計
が
四
一
八

一
円
余
で
同

八
年

の
新
租

の
総
計
が
三
二
四
七
円
と
二
二
％

の
減
税
に
な

っ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
南
箕
輪

の
場
合
田

の
改

め
出
し
率

が
小

さ
か
っ
た

こ
と
に
よ
る
も

の
と
考
え
ら

れ
る
。

こ

の
段
階
に
お

い
て
は
、
山
林
原

野
の
地
租
改
正
は
ま
だ
終

了
し
て
お

ら
ず
旧
租

の
ま
ま
で

あ
る
が
、

さ
き
に
述

べ
た
よ
う
に
明
治
一
一
年

の
地

租
改
正
に

よ
っ
て
入
会
山
野

の
地
租

は
激
増
し

た
。
増
租

の
状
態

を
入
会

山
野
の
一
部

に
つ
い
て
例

を
上

げ
る
と
次

の
よ
う
で

あ
る
。

江
戸
時
代

入

会
地

名
　

言

牡

北

沢

山

米
六
斗

宍

九
雰

（
四
谷

２０
）

一

一 一
三 米 三
升 換 円

七 算 二

大
泉
所
山
　

″
四
斗
五
升
　

介

ゴ
れ

八〇 合 七一
石銭

二
厘

二
毛

ブ

四

〇

○

一

六

）

御

射

山
　
″
二
斗
一
升
　
ふ
づ
こ
い
Ｉ
心

大

芝

原

ま

斗
四
升
　
右

記

９０
灰

三

明
治
十
年
分
（
言

器

。
）

一
九
円
三
四
銭
三
厘
五
毛

米
換
算
五
石
六
斗

（
八
升

九
合
　
　
　

）

九
円

五

〇

三

（

″
二

石

七

九

四

）

五

円

六

七

五

（

″
一
石

六

六

九

）

八

円

五

〇

〇

七

（

″
二

石

五

〇

〇

）

明
治
九
年
の
入
会
山
林
原
野
の
地
租
は
、
明
治
一
一
年
に
地
租
改
正
終
了
に
よ

り
さ
か
の
ぼ
っ
て
徴
収
さ
れ
て
い
る
が
当
時
の
米
価
で
租
税
金
を
米
の
石
数
に
換

算
し
て
み
る
と
、
先
に
掲
げ
た
山
林
原
野
の
地
価
軽
減
要
求
の
上
申
書
の
指
摘
し

た
よ
う
に
、
六
～
一
三
倍
の
高
い
地
租
を
納
入
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
お
り
、
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第 ３節　地租改正と村 人の生活

表6-9　 民有地第一種税高新旧比較

南箕輪全体税額（上伊那町村誌 より） 筑 摩県全体税額（県政史一巻より）

明治

７年

(旧租)

地　　　 租 （米 ）　　　819 石2斗8升2合9勺

同　　上　 代　 価　　　　　　4,051円66銭5厘

雑　　　　　　 税　　　　　　96,181

賦　　　　　　 税　　　　　　33,57

総　　　　　　 計　　　　4,181,41,6

田

旧　地　租 （米）　　　91,781 石1斗4升1合

収穫１石 に付き　　　　　　4 斗8升3合2勺

新　地　租 （金 ）　　　400,138 円60銭1厘

米 に 換 算 し て　　　112,349石5斗O升3合

収穫１石に付 き　　　　　2 斗4升3合8勺5

差　　　引　　　増　　　　　20,566石1斗7升7合

明治

８年

(新租)

国　　 税　　 金　　　　　3,201, 円81銭

内
于地　　　　 租　　　　　　3'063'76

雑　　　　 税　　　　　　　138,47

県　　　　　　 税　　　　　　　45,40

総　　　　　　 計　　　　　3,247,21

畑

旧 地 租 （大豆）　　　34,146 石2斗7升7合

収穫１石 に付き　　　　　　2 斗8升2合1勺7

新　地　租 （金）　　　　　158 円57銭5厘

大豆 に換算し て　　　46,703 石1斗9升9合

収穫１石に付き　　　　　2 斗4升3合3勺9

差　　　引　　　増　　　　　8,557石3斗1升8合

こ
れ
に

よ
っ
て
村

全
体

の
租
税
額

は
増
加
し

た
。

明
治
一
〇
年
に
な

っ
て
、
農
民
の
強
い
減
租
要
求
に
よ
り
地
租
は
地
価
の

Ｉ
〇

〇
分
の
三
か
ら

Ｉ
〇
〇

分
の
二
・
五
に
引
き
下

げ
ら
れ
、
ま
た
米
価

の
上
昇
に

よ
っ

て
農
民

の
負
担
は
軽
減
さ
れ
た
が
、

初
期

の
う
ち
国
家
財
政
収
入

の
三
分

の
二
以

上

を
地
租
と
い
う
形

で
農
民

が
負
担

を
し

て

い

た

。

当
時

ま
だ
商
工
業

の
発
達

が
極

め
て
不
充
分
で
他
に
財
政
収
入
の
あ
て
の
な
か

っ
た
状
況
下

と
は

い
え
江

戸

時
代
と

あ
ま
り
変

わ
ら
な

い
重
税
で

あ
っ
た
。

五
　

地

租

軽

減

運

動

と

地

価

修
正

地
租
が
封
建
的
貢
租

と
ほ
と
ん
ど
変

わ
ら
な
い
か
、

む
し

ろ
増
税
と
な

っ
て

い

る
と
こ
ろ
か
ら
、
各
地
で
早

く
か
ら
地
租
軽
減
運
動
が
行

な
わ
れ
て

い
る
。
政
府

は
明
治
一
〇
年

コ

ー月
税
率
を
地
価

の

Ｉ
〇
〇
分
の
三
か
ら

Ｉ
〇
〇
分
の
二
・
五

に
下
げ

た
こ
と
は
既
に
み

た
が
、
地
価
決
定
に
際
し
て
の
過
大
評
価
や
不

公
平

な

評
価
に
対
す
る
修
正
要
求
に
対
し
て
、

二

一
年
五
月
特
別
地
価
修
正

の
布
告

を
し

た
。
こ
れ
に
力
を
得
て
、
同

年
七
月
上
・
下
伊

那
の
戸
長

た
ち
は
連
署

し
て
地
価

修
正
の
嘆
願
を
し
た
。

南
箕
輪
村
に

お
い
て
は
、
県
令
第
六
十

九
号
に
よ

る
地
価
修
正

の
下

達
に
基

づ

い
て
、
明
治
二
二
圭

二
年

に
地
価
低

減
の
修
正

が
行

な
わ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ

の
低
減

の
方
法

を
め
ぐ

っ
て
村
内
に
大
き
な
対
立
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
資
料

に
よ

っ
て
知

る
こ
と
が
で
き
る

。
そ
の
対
立
に
お
け
る
一
方
の
主
張

は
、
明
治

八
年

の

地
価
の
決
定
は
旧

村
（
耕
地
）
ご

と
に

行

な
わ
れ
た
た
め
、
耕
地
に

よ
っ
て

著
し

く
等
級
及

び
地
価
に
差
が
あ
る
の
で
、

こ
の
際
、
村
内
が
平
等
に
な
る
よ
う
に
修

正

し
よ
う
と
い
う
も
の
で

あ
り
、
他
方

は
、
明
治
八
年

の
地
価
決
定
は
地
味
、
利

便

等
充
分
に
考
慮
し

た
う
え
で
至
当
公
平
に
評
価
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

現
在

の
等
級
、
地
価

を
基
準
に
平
等
に
減
価
修
正
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ

っ
た
。
村
は
多
く

の
地
価
評
定
人
を
選
定
し
て
地
価
の
減
価
修
正
に
あ
た
っ
た
わ

卯j
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け
で
あ
る
が
、
両
派
の
意
見
の
対
立
は
解
け
ず
評
定
大
も
両
派
に
わ
か
れ
て
対
立

し
、
遂
に
後
者
の
意
見
の
評
定
大
は
辞
任
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
前
者
の
意

見
の
評
定
大
に
よ
っ
て
地
価
修
正
案
が
作
ら
れ
、
伺
い
書
と
し
て
県
知
事
に
提
出

さ
れ
、
そ
の
修
正
案
が
認
可
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
地
主
の
多
く
が
反

対
派
と
し
て
評
定
人
の
や
り
方
を
な
じ
り
、
ま
た
知
事
の
認
可
取
り
消
し
の
請
求

を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
村
を
二
分
し
て
対
立
し
た
こ
と
は
村
内
融
和
の
た
め

に
は
不
幸
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
は
明
確
で
な
い
が
県
知
事
の
認
可
取
り

消
し
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
前
者
の
意
見
に
基
づ
い
た
減
価
修
正
に
な

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

明
治
一
八
年
地
価
の
永
久
据
え
置
き
が
決
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
も
こ
の

よ
う
に
地
価
修
正
が
行
な
わ
れ
る
な
ど
、
当
時
の
農
民
に
と
っ
て
地
価
は
重
大
な

関
心
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
の
物
価
の
上
昇
に
伴
っ
て
地
価
は
相
対
的
に

低
下
し
、
税
の
中
で
の
地
租
の
比
重
は
し
だ
い
に
軽
く
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、

農
村
に
お
け
る
税
の
う
ち
そ
の
中
心
が
地
租
で
あ
る
こ
と
は
昭
和
の
時
代
ま
で
続

い
て
い
る
。

六
　

地
租
改
正
と
そ
の
後
の
農
民

地
券
交
付
を
伴
う
地
租
改
正
は
、
農
民
の
土
地
所
有
を
封
建
的
な
諸
制
約
か
ら

解
放
し
て
近
代
的
な
私
的
所
有
と
し
て
確
認
し
、
農
民
の
自
由
な
土
地
利
用
の
条

件
を
作
り
出
し
た
。
し
か
し
、
す
で
に
江
戸
時
代
に
形
成
さ
れ
て
い
た
商
人
・
高

利
貸
・
豪
農
等
の
い
わ
ゆ
る
地
主
的
土
地
所
有
関
係
は
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
、
直

接
の
耕
作
農
民
に
で
は
な
く
地
主
的
所
有
者
に
地
券
が
交
付
さ
れ
た
の
で
、
地
主

と
小
作
農
民
と
の
間
に
は
高
率
現
物
小
作
料
の
収
取
に
み
ら
れ
る
封
建
的
隷
属
関

係
が
新
し
い
時
代
に
も
そ
の
ま
ま
持
ち
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
、
地
租
の

重
い
負
担
と
地
租
金
納
化
に
よ
っ
て
商
品
経
済
に
不
馴
れ
な
ま
ま
に
引
き
込
ま
れ

る
こ
と
に
な
り
、
し
だ
い
に
高
利
貸
や
商
人
等
に
む
し
ば
ま
れ
て
貧
困
化
す
る
者

が
多

く
、
自
作
農
民

の
多

く
が
自
分
の
土
地
を
質

入
れ
し
、

あ
る
い
は
売
却

し
て

土
地

を
手
離
す
こ
と
に
な
り
、
地
主
的
土
地
所
有
の
支
配
下

に
編
成

さ
れ
て
い
く

こ
と
に

な
っ
た
の
で

あ
る
。

印2
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｛
　

村

の

行

政

に｝」
　
明

治

前

期

の

村

政

１
　

尾

州

藩

取

締

所

管
下

へ

田
　

預

所

か

ら

天

朝

領

へ

慶

応

三

年

一

〇

月

一

四

日

、

徳

川

慶

喜

ば
大

政

を

奉

還

し

、
同

年

コ

一
月

九

日

王

政

復

古

の
大

号

令

に

よ

っ
て

、
江

戸

幕

府

に

替

わ

っ
て

明

治

新

政

府

が
誕

生

し

た

。

そ

し

て

翌

慶

応
四

年

三
月

一
四

日
に

は

五

か
条

の
御

誓

文

が
宣

布

さ

れ
、

七

月

一

七

日

に

は
江

戸

が
東

京

と
改

め

ら

れ
、

九
月

八
日

に

は
慶

応

が
明

治

と

改

め

ら

れ

て
、

新

し

い
時

代

は
着

々
と

展

開

さ

れ

て

い

っ

た

。

そ

の

こ

ろ
村

の
地

域

は
、

二

つ
に

分

か

れ

て
統

治

さ

れ
て

い

た

。
旗

本

の
太

田

領

が

久

保

（
塩

ノ
井

を
含
む
）

と

北

殿

の

一
部

と

南

殿

の
大

部

分

で

あ

り

、

大

泉

、
田

畑

、

神

子
柴

と
北

殿

の
大

部

分

と

南
殿

の

一
部

は

、
松

本
藩

預

か

り

の

幕

府

領

で

あ

フ
だ

。

こ

の

二

つ
が

新

し

い
時

代

の
波

を

か

ぶ

っ
て

次

の

よ

う

な
変

遷

を

た

ど

る

こ

と

に

な

っ

た

。

ま

ず
、

慶

応

四

年

一
月

一
〇

日

に

、

旧

幕

府

直

轄

地

没

収

の

布
告

が

だ

さ

れ

た

。是
迄
徳
川
支
配
い
た
し
候
を
天

領
と
称
し
居

り
候
は
言
語

道
断

の
儀
に
候

。
此

の
度
往
古

す
べ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
考
　・
　＠

の
如

く
総
て
天
朝

の
御

料
に
復
し
真
の
天

領
に
相
成
り
候
間

左
様

心
得
べ
く
候

（
『
長

野
県
史
』
）

つ
ま

り

、

従

来

の
天

領

は
徳

川

氏

個

人

の
も

の
で

ま

や

か
し

の

も

の

で

あ

っ
た

が

、
明

治

御

一
新

の

こ

れ

か

ら
天

朝

の

ま

こ

と

の
天

領

に

復

す

と

い

う

の
で

あ

る

。

前

記

の
松

本

藩

預

所

で

あ

っ
た

大

泉

村

等

は
天

朝

の

真

の
天

領

と

な

り
、

尾

州

藩

取

締

所

へ

当

分
預

け

ら

れ

た

の

で

あ

る

。
当

時

尾

州

藩

取

締

所

は
木

曽

の
上

松

に

あ

っ

た

が
二

月

末

に

本

山

に

移

り

、

さ

ら

に

三

月

初

め

に

は

塩

尻

の

永

福

寺

に

移

っ
て

政

務

を
と

っ
て

い
た

。

松

本
藩

主

戸
田
光
則
に
対

す
る
申
渡

書

是

れ
迄
其

の
藩
に
預
り
居
り
候
旧
幕
領
天
朝
御
領
と
相
成

り
侯
に
付
き
当
分

の
内
尾
州
藩

へ
御
預
け
に
相
成
り
候
条
、
其

の
旨
相
心
得
書
類
等
取
揃
え
不
都
合
之
な
き
様
早

々
引
渡

し
申
す

べ
く
候

慶
応
四
年
二
月
二
三
日
　
　
　
　

総
督
府
執
事

戸
田
光
則
殿

（
『
長
野
県
史
』
）

こ

の
申

渡

書

に

対

し

、

藩

主

か

ら

は
次

の

よ

う
な

返

答

が

出

さ

れ

て

い

る

。

今
度
朝
命

の
趣
あ
ら
せ
ら

れ
候
に
付
き
、
是
迄
拙
者
御
預

か
り
旧
幕
府
領
五
万
四
千
六
百

石
余
村
数
百
四
十
三

か
村
尾
張
殿
へ
御
渡
し
申
す
処
件

の
如
し

慶
応
四
年
二
月
二
十
三
日
　
　
　
　
　
　

戸
田
丹
波
守

議
定
尾
張
大
納

言
殿
御
内

遠
山
彦
四
郎
殿

（『
長
野
県
史
』
）

こ

の

よ

う
に

幕

府

の
天

領

で

あ

っ

た
松

本

藩

預

り

の
村

々

は
、

し

ご

く

平

和

の

う

ち

に

、
天

朝

の
天

領

と

な

り

尾

州
藩

に
預

け

ら

れ

た

。

㈲
　

一

か

月

遅

れ

た

太

田

領

と

こ

ろ

が
、

旗

本

知

行

所

で

あ

っ
た

太

田

領

は
同

時

に

尾

州
藩

お
預

け

に

な

ら

ず

一

か
月

遅

れ

た

。

こ

の

た

っ

た

一

か
月

遅

れ
が

予

見

で

き

な

か

っ
た

た

め

に

、

次

の
よ

う

に

、
と

ん

だ

事
件

を

お

こ
し

て
し

ま

っ

た

。
太

田

領

で

あ

っ

た
村

々

は
、

図

６
－

８

の
よ

う

に

尾

州

藩
預

け

ば

か

り

で

な

く
伊

那
県

の

と

き

も

お

く

れ

た

。

松

本

藩

預

所

で

あ

っ

た
大

泉
村

、

田

畑

村

、

神
子

柴

村

は
村

ご
と

だ

っ

た

の
で

問

題

は

な

か

っ

た

が
、

北

殿

と

南

殿

に

は
松

本

藩

預

所

の
幕

府

領

と

、

旗

本

領

で

あ

っ
た

太

田

領

が

混

在

し

て

い
た

。

慶

応

四

年

二

月

二

三

日
現

在

で
天

朝

領

に

な

っ
た

と

、

お

隣

り

で

喜

ぶ

の

に
、

自

分

た

ち

は
相

変

わ

ら

ず

太
田

領

で

あ

る

。
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慶応4 年
-
(M1)

松　 本　 藩　 預　 所

(大泉･田畑･神子柴覗 村古料)

太 田 彦 十 郎 知 行 所

(久保･ 塩ﾉ 井･ 殿村上知)

Ｋ

Ｍ

Ｔ

１-K4.2.23

(MI)尾

州

藩

取

締

所

K4,3
(M1)

(MI)

K4.8.2(飯島)

M2,4.－(松本預所)

… 一一一一(M4.7.14 高遠県)

伊

那

県

M2.6.24

M4.11.20M4.11,20

第134区

碁

第17大区
９小区

M5.4.1

筑

‐‐‐

摩
　

県

一
　
　
　

一

一
　
　
　
　

一

名

主

・

組

頭

・

百

姓

代

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
ｊ

Ｍ

Ｍ

M13.10.H　I 村議会

M21.む25

か

ね

て

か

ら

太

田

領

と

幕

府

領

の

開

に

は

か

な

り

の

ち

が

い

が

あ

っ

た

。

多

年

太

田

氏

の

苛

政

に

苦

し

ん

で

き

た

箕

輪

五

〇

〇

〇

石

八

か

村

は

、

長

文

の

嘆

願

書

を

だ

し

て

、

天

朝

の

御

領

に

し

て

ほ

し

い

と

運

動

を

お

こ

し

た

。

と

く

に

同

じ

村

の

中

が

二

分

さ

れ

て

い

た

南

殿

村

は

次

の

よ

う

な

嘆

願

書

を

し

た

た

め

て

、

い

ち

は

や

く

訴

え

で

よ

う

と

し

た

。

恐

れ

な

が

ら

書

付

け

を

以

て

願

い

上

げ

奉

り

候

信

州

伊

那

郡

南

殿

村

年

寄

文

蔵

同

鍼

二

申

し

上

げ

奉

り

候

。

゛
’
゜゙
゛
“゚
゛
゛゙
゛
’
゜゙

‘゙
゛
゜
’゙
゛゙
゛
’゚
゜
‘゚
’
“○

と
ぞ
Ｉ
　・
　
・
　
・
　
・

何

卒

一

村

一

手

に

御

天

領

仰

せ

付

け

ら

れ

永

久

安

堵

に

相

続

相

成

り

候

様

Ｅ

小

前

一

同

偏

え

に

願

い

上

げ

奉

り

候

。

慶

応

四

年

二

月
　
　
　
　

尾

州

御

預

所

信

州

伊

那

郡

南

殿

村

小

前

役

人

惣

代
　

年

寄
　

文

蔵

太

田

栄

之

丞

知

行

所

同

州

同

郡

同

村

小

前

役

人

惣

代
　

年

寄
　

鍼

二

| 村長

｜

↓

図6-8　 明治初年の南箕輪の管轄変遷

上
松
御
陣

屋

御

役
所

（
井
田
園
文
言

こ
の
嘆
願
書
に
は
、
次
の
よ
う
に
ま
ず
天
朝
領
に
な
っ
た
松
本
藩
預

所
の
万
民
が
苦
し
み
か
ら
救
わ
れ
た
こ
と
を
感
謝
す
る
こ
と
か
ら
は
じ

ま
っ
て
い
る
。「
し
か
し
南
殿
村
の
三
〇
〇
石
余
の
う
ち
六
〇
石
が
そ

の
恩
恵
に
浴
し
た
だ
け
で
、
ま
だ
残
り
の
二
四
○
石
余
は
太
田
領
で
、

困
窮
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
。
近
年
た
び
た
び
の
洪
水
で
半
分
以
上
の
田

が
流
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
に
、
そ
の
普
請
は
な
お
ざ
り
に
さ
れ
た

ま
ま
で
あ
る
。
そ
の
う
え
軍
役
や
夫
役
が
多
分
に
賦
課
さ
れ
、
さ
ら
に

旗
本
の
軍
用
金
と
し
て
半
高
分
も
召
し
あ
げ
ら
れ
、
百
姓
は
難
渋
し
て

い
る
。
こ
と
に
小
村
な
の
で
天
領
と
私
領
の
家
が
入
り
組
み
地
所
も
入

り
組
ん
で
い
る
。
そ
の
た
め
難
渋
困
窮
は
い
よ
い
よ
か
さ
む
ば
か
り
で

あ
る
。
そ
の
結
果
転
落
し
て
し
ま
う
ば
か
り
の
百
姓
が
で
て
き
て
い
る
」
と
村
の

実
状
を
訴
え
て
、
ど
う
か
村
を
二
分
し
な
い
で
一
手
に
な
る
よ
う
御
天
領
尾
州
様

御
預
所
に
な
ら
せ
て
ほ
し
い
と
嘆
願
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

③

越

訴

事

件

南
殿
村
の
役
人
は
、
こ
れ
を
木
曽
上
松
の
仮
陣
屋
へ
も
っ
て
い
っ
て
出
訴
に
及

ん
だ
。
し
か
し
、
こ
の
必
死
の
嘆
願
は
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
や
む
な
く
帰

村
の
途
に
つ
い
た
。

た
ま
た
ま
そ
の
途
中
で
、
松
島
北
割
の
一
行
と
出
会
っ
た
。
松
島
村
も
南
殿
村

と
同
じ
統
治
事
情
だ
っ
た
。
松
島
村
の
一
行
も
二
月
か
ら
騒
ぎ
た
て
て
強
訴
を
た

く
ら
ん
で
大
勢
で
、
小
野
村
ま
で
押
し
だ
し
て
い
た
が
、
松
島
村
の
村
役
人
が
追

っ
か
け
て
き
て
、
よ
う
や
く
な
だ
め
て
強
訴
を
と
り
静
め
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
南
殿
村
の
出
訴
者
と
出
会
っ
て
、
騒
ぎ
は
再
燃
し
て
し
ま
い
、
結

局
東
山
道
総
督
府
の
役
所
へ
願
書
を
も
っ
て
訴
え
出
た
が
、
こ
れ
は
取
り
上
げ
ら

卯4



第 ４節　村 の行財政・金融

れ

な

か

っ
た

の

で

、
本

山

宿

の
尾

州

藩

取

締

所

へ
強

訴

し

た

。
し

か
し

、

何

の
沙

汰

も

な

か

っ
た

。
強

訴

の

衆

は

一
時

は
非

常

に

多

か

っ

た

が
、

だ

ん

だ

ん
沈

静

し

て
少

な

く

な

っ

て

い

っ

た

の
で

、

そ

れ
で

は
松

島

北

割

を
独

立

の
村

に

さ

せ

て

ほ

し

い
と
嘆

願

の
主

旨

を
変

え

て
訴

え

た

が
、

こ

れ
も

音

な

し

た

っ

た

。

結

局

こ

の
事

件

は
、

明

治

御

一
新

に

名

を

が
り

、

御

布

告

の
趣

を

口

実

と

し

た

一
味

の
策

謀

だ
と

し

て
、

首

謀

者

が

処

罰

さ

れ

る
結

果

と

な

っ
て

し

ま

っ
た

。

そ

の
入

牢

人

の
赦

免

願

が

出

て

い

る

。
そ

れ

に

よ

る

と

、

入

牢

さ

せ

ら

れ

た

の

は

、

南

殿

村

年

寄

の
鉄

次

と

全

八

郎

、

及

び

松

島

村

の

年

寄

利
助

の

三

人

で

あ

っ
た

。

上

知

・

古

料

と

二

分

さ

れ

て

統

治

さ

れ

、

幕

府

領

に

な

っ
た

り

私

領

（
旗
本
領
）

と

な

っ
た

り

し

た

村

々

の

切

な

る

願

い
、

一
村

一

手

に

な

り

た

い

と

い

う

念
願

は

、

明

治

御

一

新

に

よ

り

、

一

挙
に

解

決

で

き

る

と
信

じ

て
行

動

し

た

こ
と

は
、

や

む

を

え

な

い
動

き

で

あ

っ
た

。

恐
れ
な
が
ら
書
付

け
を
以

っ
て
嘆
願

し
奉

り
候

。

当

御
料
所
上
古
田

村
年
寄
喜
兵

衛
外

五
人
申
し
上
げ
奉

り
候

。
太
田
栄
之
丞
様
御
知
行
所

北
松
島
村
年
寄
利
助
、
南
殿
村
同
鉄
次
、
同
全

八
郎
儀
御
地
頭
よ
り
御
咎
め
仰
せ
付
け
ら

れ
御
詮
議
中
に
当

た
り
入
牢
仰
せ
付
け
ら
れ
…
…
…
…
同
人
共
儀
素
よ
り
虚
弱

の
性
質
に

御
座
候
間
、
此

の
上
厳
刑
仰
せ
付
け
ら
れ
候

わ
ば
絶
命
に
及
ぶ

べ
き
と
地
親
共
始
め
妻
子

の
歎
き
見

る
に
忍
び
ず
、
近
親

の
者
一
同
悲
歎
罷
り
在
几

恐
れ
を
も
顧
り
み
ず
愁
訴
し

奉
り
候

。
何
卒
、
格
別

の
御
慈
悲
を
以
て
御
布
告
の
趣
旁
々
御
憐
察
を
以
て
御
咎
め
御
赦

免
成
し
下
し
お
か
れ
挟
様
、
親
類
一
同
惣
代
を
以
て
此
段
幾
重
に
も
嘆
願
し
奉
り
候
以
上

明
治
二
巳
年
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉄
次
、
全
八
郎
地
類

南
殿
村
　

年
寄
　

文
蔵
⑩

同
　

親
類

年
寄
　

兵
右
衛
門
⑩

同

北
殿
村
　
　
　
　
　
　

元
蔵
⑩

理
介
親
類

上
古
田
村
　

年
寄
　

喜
兵
衛
⑩

（
ほ
か
二
名
略
）

伊

那
県
御
役
所

（
箕
輪
町

図
書
館
）

こ

の
願

書

は
病

気

で

入

牢

む

り

と

い
う

こ

と

で
受

け

入

れ

ら

れ

て
、

翌

明

治

二

年

五

月

二

四

日

に

願

い
下

げ

に

な

っ
た

。

五
月
二
四
目
　

太
田

彦
十
郎
知
行

所
松
島
村

な
ど
の
六
か
村

の
昨
年

の
越
訴
事
件
、
願

い

「

下
げ
落
着

ず
。

（
伊

那
県
日
記
）

こ

の
村

人

の
切

な

る
願

い

の
運

動

は
、

こ

の
よ

う

に

多

く

の
村

人

の
共

感

と

同

情

に

よ

っ

て
解

決

し

た

。
し

か

し

、
当

時

の
文

書

す

な

わ

ち

、
『
太

田

知

行

所

強

訴

一
件

上

申

書

』

に

よ

る
と

強

訴

事

件

と

さ

れ
、
「
小

知

の
逆

民

悲

望

を
僥

倖

せ

し

始

末

書

」
（
箕
輪
町
原
太
郎
蔵
）

で

は

逆

民

と

ま

で

い
か

れ

て
、

入

牢

と

い

う
結

果

に

な

っ

た

。
御

一
新

に

夢

み

た

新

し

い
時

代

へ

の

期

待

か

ら

、

長

年

に

わ

た

る

村

の
二

分

統

治

の
弊

を

一
挙

に

解

決

し

よ

う

と

し

た

行

動

が

多

少
行

き

す

ぎ

が

あ

っ

た
と

し

て
も

、

そ

れ

は
や

む

を

え

な

い
こ

と

で

は

な

か

っ
た

か

。

む

し

ろ

入

牢

さ

せ

ら

れ

た
惣

代

た
ち

に

『

夜

明

け

前

』

の

主

人

公
半

蔵

の

な

げ

き

を

み

る

こ

と

が

で
き

る

。

前

述

の
よ

う

に

、

慶

応

四

年

の

二

月

二

三

日

に

尾

州
藩

御

預

り

と

な

っ

た
旧

幕

領

に

続

い

て
、

同

年

三

月

に

は

太
田

領

も
同

じ

く

尾

州
藩

御

預

け

と

な

っ

た

の

で

、

嘆

願

の
実

は

す

で

に

実

現

し

て

い
た

。
大

変

革

時

に

は

こ

う
し

た
悲

劇

は
と

か
く

お

こ

り

や

す

い
も

の

で

あ

ろ

う

。

２
　

伊

那

県

管
下

へ

田
　

伊

那

県

の

成

立

幕

府

を

倒

し

た

明

治

新

政

府

の

地

方

統

治

は
、

ま

ず
旧

幕

府

領

と

幕

府

側

に

つ

い

た
諸

藩

の
領

地

を

没

収

し

て

、

県

（
府

）
を

つ

く

る

こ

と

か

ら

は

じ

め

ら

れ

釦5
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た
。
慶
応
四
年
（
明
治
元
年
）
の
八

月

二

日

に

伊
那
県
が
設
け
ら
れ
、
飯
島
、
御

影
、
中
野
、
中
之
条

の
各
代
官
支
配
地
と
旗
本
領
が
そ

の
管
轄
地
と
な

っ
た
。
信

州

の
諸
藩

は
、
そ

ろ
っ
て
新
政
府
側
に

つ
い
た
の
で
そ

の
ま
ま
残

っ
た
。
伊
那
県

の
官
轄
地

は
全
信
州

の
四
八
％

で
、

五
二
％

は
藩

の
県
で

あ
っ
た
。
（
図
６
ｊ
９
）

伊

那
県

は
全
信
州

の
四

八
％

と

い
っ
て
毛
こ

の
図

の
よ
う
に
飛

び
飛

び
の
県
で
ヅ

=‐
　
　
　
　
　
　

‐
。。
。
　
　
　
　
９１ｒ＝

ペ
　
ノ

。東
北
信
に
多

く
の
面
積

が
散
在

し
て

い
た
。
（
高
遠
藩
が
高
遠
県
と
な
っ
た
の
は
明
治

四
年
七
月
か
ら
で
あ
っ
た
）

伊

那
県
庁
は
伊

那
郡

の
飯
島

に
お
か
れ
、

北

小

路
俊
昌

（
公
卿
出
身
）
が
初

代

の
知
事
と
な
っ
た
。

南
箕
輪
の
旧
村

の

う

ち
、
大

泉
、
田
畑

、
神
子
柴
、
殿
村

図6-9　明治２年（1869）6 月信州の伊那県と各藩

（
古
領
分
）
は
明
治
二
年
四
月
か
ら
伊

那
県
に
属

し
、
久
保
、
塩
ノ
井
、
殿
村

工
知
分
）
は
こ
の

時
も
少
し
お
く
れ
て
、
同
年
六
月
二
四
日
に
伊
那

県
に
属
し
た
。（
図
６
１
８
）

伊
那
県
を
お
き
北
小
路
俊
昌

を
以
て
知
事
と
な

す
。

慶
応
四
年
八
月
二
日

八
月
二
日
付
け
で
任
命
さ
れ
た
北
小
路
伊
那
県

知
事
は
、
一
〇
月
四
日
か
ら
事
務
を
開
始
し
た
。

伊
那
県
庁
の
平
面
図
を
み
る
と
、
官
舎
は
Ｉ
か
ら

九
ま
で
あ
っ
た
が
、
県
庁
舎
は
ま
こ
と
に
規
模
の

小
さ
い
も
の
で
あ
っ
た
。

㈲
　
中

野
県
（
長
野
県
）
の

独

立

と

伊

那
県
の
統

治
す
で
に
図
６
１

９

で
み

た
よ
う
に
、
伊
那
県

は

広
い
信
州
の
各
地
に
散
在
し
て
い
て
、
統

治
が
困

難
で
あ
り
、
農
民
の
世
直
し
一
揆
な
ど
に
対
処
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
。

早
く
も
分
県
願
い
が
出
さ
れ
て
い
た
が
、
明
治
三
年
九
月
一
七
日
に
東
北
信
を
中

野
県
と
し
て
分
県
す
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
た
。

こ
の
年
の
Ｉ
〇
月
永
山
盛
輝
か
伊
那
県
の
大
参
事
と
な
り
、
民
政
に
力
を
入
れ

た
。
こ
の
こ
ろ
は
天
竜
川
が
は
ん
ら
ん
し
、
南
信
地
方
は
大
洪
水
に
み
ま

わ
れ

た
。
す
で
に
明
治
元
年
か
ら
、
三
年
に
か
け
て
大
凶
作
が
つ
づ
き
、
信
州
各
地
で

は
い
わ
ゆ
る
世
直
し
一
揆
が
Ｉ
〇
万
人
余
の
参
加
で
広
ま
っ
て
い
た
。

さ
て
、
伊
那
県
か
ら
分
県
し
た
中
野
県
は
、
相
変
ら
ず
貢
租
減
免
を
理
由
と
し

た
は
げ
し
い
中
野
一
揆
に
な
や
ま
さ
れ
、
つ
い
に
中
野
県
庁
を
焼
か
れ

て
し

ま

卯6
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い
、
仮
庁
舎
に
移
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
一
揆

は
つ
の
る
ば
か
り
で
、
明
治
四
年

三
月
、
中
野
を
さ
け
て
善
光
寺
町
（
長
野
市
）
へ
移
庁

し
た
。
そ
こ
で
県
名
も
「
長

野

県
」
と
改
称
し
た
が
、
こ
の
旧
長

野
県

は
農
民

一
揆

の
落

し
子

と
し

て
生

ま
れ

た
の
で
あ

っ
た
。

明
治
四
年
六
月

二
四

日
に
、
伊

那
県
に
戸
籍
区

が
お
か
れ
た
。
全
体
で
一
七
四

町

村
を
、
三
三
区

に
区
切

っ
て
統
治

し
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。
従
来

の
五
～
六

か
村
を
一
区

と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
に
名

主
が
「
ド
長
」
と
な
り
、
組
頭
、

百

姓
代

は
「
副
戸
長

」
と
な
り
、
戸
籍
に
関

す
る
事
務

が
取
扱

わ
れ
た
。
そ

の
区

内

の
戸

数
や

生
死
出
入

り
等

の
戸
籍
事
務
（
壬
申
戸
籍
）
が

と

り

あ

え

ず

取
り
扱

わ
れ
、

一
般
行
政
事
務

は
ま
だ
取
扱

わ
れ
な

か
っ
た
。

こ
う
し

た
時
代
に

は
え
て
し

て
、

お
先
真
暗

な
た
め
思

わ
ぬ
事
件
が

お
こ

っ
た

り
、

ま
た
ゆ
き
す
ぎ
も

あ
る
も

の
で

あ
る
。
「
伊
那
県
村
役
人
入
札
法
」

の
回
状

で
も
み

ら
れ
る
よ
う
に
、
村

の
三
役
を
入
札
の
揚
合
に
も
、
何
で
も
こ
れ
ま
で
役

を
勤

め
た
も

の
は
一
切

だ
め
と
勘
ち
が

い
す
る
も
の
、
旧
例
に
こ
り

か
た
ま

っ
た

者

な

ど
が

い
た
の
で
回
状
が
出
た
。
つ
ま
り
人
材
登
用

と

い
う
こ
と
は
、
村

を
治

め
る
に
一
番
よ

い
人
を
選
ぶ
こ
と
、
と

い
う
こ
と
が
す
な
お
に
行

わ
れ
に
く

か
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
入
札
（
選
挙
）
の
方
法

を
、

そ
の
よ
う

に
指
示
し
た

の

で

あ

る
。（
記
名
投
票
と
い
う
こ
と
も
い
ま
で
は
珍
し
い
）

伊

那
県
時
代

は
僅
か
に
三
年
三

か
月

と
い
う
短
い
期
間

で
あ
っ
た
が
、
明
治
御

一
新
の
草
創
期

で
、
大

き
な
期
待

と
ま
た
失
望

の
渦

ま
く
時

で
あ
っ
た
。
中

で
も

生
糸
の
輸
出

が
始

ま
っ
た
こ
と
、
飯
島
に
伊

那
県
学
校

が
開
設

さ
れ
、
高
遠

の
進

徳
館

が
高
遠
県
学
校

と
改

称
さ
れ
、
郷
学
校
創
設
に
関

す
る
布
告

が
で
、

ま
た
廃

藩
置
県

の
詔
書

が
下

っ
た
り
も
し

た
。
ど
れ
一

つ
を
と

っ
て
も
御
一
新

の
名
に
ふ

さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
一
方

で
先
に
も

の
べ
た
よ
う
に
洪
水
や
凶

作
に

な
や

ま
さ
れ
た
。
維
新

へ
の
期
待
と
、
現
実

の
混
迷
が
錯
雑
し

て
い
る
時
代

で
あ
っ
た
。

３
　
筑
摩
県
管
下
へ

田
　
筑
摩
県
の
成
立
と
戸
長
・
副
戸
長
制

明
治
四
年
七
月
一
四
日
、
廃
藩
置
県
が
断
行
さ
れ
た
。
い
ま
ま
で
主
君
と
仰
い

で
き
た
藩
主
を
廃
す
る
と
い
う
こ
と
は
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
か
っ

た
。
諸
藩

は
、
例
え
ば
高
遠
藩
が
高
遠
県
と
な
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
ま
ま
県
と
な
っ
た
。
信

州
で
は
藩
か
ら
県
に
な
っ
た
の
が
コ

ー県
で
、
そ
れ
に
伊
那
県
、
長
野
県
を
加
え

て
一
四
県
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
で
は
県
の
数
が
多
く
錯
雑
し
て
い
て
行
政
上
の
不
便
が
多
か
っ

た
の
で
、
一
一
月
に
は
全
国
の
県
を
改
廃
統
合
し
て
、
三
府
七
二
県
に
し
た
。
信

州
で
は
東
北
信
全
体
を
長
野
県
と
し
、
中
南
信
全
体
に
飛
騨
を
合
わ
せ
て
「
筑
摩

県
」
と
し
て
二
県
に
な
っ
た
。
時
に
明
治
四
年
一
一
月
二
〇

日
の
こ

と
で
あ

筑
摩
県
は
松
本
に
県
庁
を
お
き
、
東
京
、
高
山
に
出
張
所
、
福
島
、
高
島
、
高

遠
に
取
締
所
を
設
け
た
。
権
令
に
は
前
伊
那
県
大
参
事
の
永
山
盛
輝
（
旧
鹿
児
島

藩
士
）
が
任
命
さ
れ
、
教
育
権
令
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
積
極
的
な
行
政
を
推
し
進
め

た
。
明
治
八
年
一
一
月
永
山
権
令
は
新
潟
県
へ
転
出
し
、
後
任
は
参
事
高
木
惟
矩

（
旧
福
井
藩
士
）
で
あ
っ
た
。

筑
摩
県
は
管
内
を
一
九
九
区
に
区
分

し
て
（
信
州
だ
け
で
一
八
〇
区
）
新
し

い

区
、（
改
正
戸
籍
区
）
を
設
け
、
当
地
域
は
第

二
二
四
区
と
な
っ
た
。

第
一
三
四
区
　
　
　
　

大
泉
村

久
保
村

同
村
内
塩
ノ
井

北
殿
村

南
殿
村

田
畑
村

神
子
柴
村

卯7
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（
『
長
野
県
市
町
村
合
併
誌
』
）

明
治
五
年
二
月
、
た
ま
た
ま
第
一
三
四
区
と
な

っ
た
前
記
の
村
々
が
、
後
の
南

箕
輪
村
に
な

っ
た
。
こ
う
し
て
江
戸
時
代
の
「

ム
ラ
」
の
時
代
は
終

わ
っ
て
、
一

般
行
政
事
務
は
、
こ

の
一
三
四
区

の
区
単
位
で
事
務
を
取
扱
う
よ
う
に
な

っ
た
。

明
治
五
　
中
年名

　
主
　
有
賀
全
八
郎

組
　
頭
　
有
賀
　
清
造

百
姓
代
　
山
崎
　
清
七

同
年
八
月
二
〇
日
村
吏
御
改
正
二
付
キ
古
料
廃
セ
ラ
レ
コ
ノ
日
ヨ
リ
合
併
卜
相
成
ル

副
戸
長
　
清
水
　
　
清

同
　
　
　
有
賀
全
八
郎

（
太
宗
館
文
書
）

こ
れ
は
南
殿
村
の
例
で
あ
る
が
、
明
治
五
年
の
中

途
の
八
月
に
村
の
三
役
が
交

替
し
、
役
名
も
名
主
組
頭
百
姓
代

か
亘

戸
長
副

戸
長

に
な

っ
た
こ
と
が
、
う
か
が

え
る
。
こ

の
時
の
第

二
二
四
区
で
は
戸
長
が
神
子
柴

村
の
加

藤
孫
十

郎

で

あ

っ

て
、
他

の
村
は
副
戸
長
だ
け
で
あ

っ
た
。

な
お
こ
こ
で
特
筆
し
た

い
こ
と
は
、

元

禄

コ

ー
年
（

二
（

九
九
）
以

来
一

七
〇

余
年
間
、
南
殿
村
村
内
は
、
上
知
（
旗
本
領
）
と

古
料

（
幕
府
領
）
と
に
分
治
さ
れ

て
き
た
が
、
よ
う
や
く
一
村
に
な
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の

宜
い
び

が
、
「
合
併

と

相
成
る
」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
村
内
分
治
は
何
か
と
ト
ラ
ブ
ル
の
も
と
で
あ

り
、
錯
雑
な
関
係
に
難
渋
苦
渋
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
解

消
し
た
明

治

五
年
八
月
二
〇
日
は
記
念
す
べ
き
日
で
あ

っ
た
。

㈲
　

大
区
小
区
制

「
筑
摩
県
第

二
二
四
区

」
と
県
か
ら
直
ち
に
区

で
は
、
こ
れ
で
は
な
お
行

政
上

の
不
便
が
多

い
の
で
、
こ
の
中
間
的
な
組
織
が
必
要

と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
明
治

五
年
一
〇
月
一
〇
日
に
、
大
蔵
省
布
達
一
四
六
号
を
も
っ
て
、
県
↓

区

が
、
県
↓

大
区
↓

小
区

の
地
方
行
政
体
制
に

な
っ
た
。
筑
摩
県
で
は
、
県
内
を
三
〇
大
区
一

九
九
小
区

と
し
ヽ

六
区
に
区
長

一
名
ヽ

小
区
に
戸
長
一
名
ヽ
　
各

村
（
部
落
）
に
副
　

卯

戸
長

二
二

二
名

を
お
い
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
官
選
で

あ
っ
た
。

「
筑
摩
県
第

一
七
大
区

九
小
区
」
「
明
治
九
年
二
月
以
降
八
小
区
了

」
れ

が

当

村

の
第

一
三
四
区

の
改
称
で

あ
っ
た
。
こ

の
奇
妙

な
数
字
に

よ
る
呼

び
名

を
わ
が
村

と
呼

ぶ
こ
と
は
、

な
じ
ま
な
い
。
江
戸
時
代

を
通

じ
て
親
し

ん
で
き

た
行
政
単
位

は
村

で
あ
り
、
村
名

は
そ
の
地

の
は
こ

り
で

あ
っ
た
。
そ

の
行
政
単
位

を
一
度
に

廃

し
て
新
し
く
番
号
に

よ
る
組
織

が
え

を
し

た
の
で

あ
る
。
ま
た
旧
来

の
名
主
等

に
よ
る
慣
習

を
一
切
破
棄

し
て
、
面
目

を

Ｉ
新
し

よ
う
と
し

て
多

く
の
名
主

を
副

戸
長

と
呼

ば
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
の
へ
ん
に
、
中
央
集
権
的

な
短
兵
急

さ
が
み
え

こ
の
時
、
第

一
七
大
区

の
区
長

は
、
松
島
村
戸
長

の
日
野

香
々
彦
で

あ
り
、
第

九
小
区

の

二
戸
長

事
務
取
扱

所
」
は
北
殿
に
設
け

ら
れ
た
。
戸
長
副
戸
長

は
次

の

よ
う
で
あ
っ
た
。

戸
　
長
　
　
神
子
柴
村
　
　
加
藤
孫
十
郎
　
　
同
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
倉
田
　
三
郎

副
戸
長
　
　
田
畑
村
　
　
　
日
戸
伝
四
郎
　
　
同
　
　
　
　
塩
ノ
井
村
　
　
征
矢
定
七
郎

同
　
　
　
　
南
殿
村
　
　
　
有
賀
全
八
郎
　
　
同
　
　
　
　
大
泉
村
　
　
　
原
　
　
新
吾

同
　
　
　
　
北
殿
村
　
　
　
有
賀
ス
七
郎

（
塩
ノ
井
大
束
文
書
）

久
保
の
副
戸
長

が
記

さ
れ
て
い
な
い
が
、
久

保
は
第

八
小
区
に
属
し

て
い
た
。

な
お
、
大
区
小
区
制

も
と
き
ど
き
手
直
し

を
し

た
ら
し

く
『
長
野
県
史
近
代
資
料

編
』

で
は
第

九
小
区

で
あ
る
が
、
『
長
野
県
市
町

村
合
併
誌
』
で
は
第
八
小

区

と

な
っ
て
い
る
。
村
内

の
資
料
で

も
ま
ち
ま
ち
で

あ
る
が
、
明
治

九
年

一
月

ま
で

は

第

九
小
区
で
、

二
月
以
降

は
第

八
小
区
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
戸
長
、
副
戸
長

は
官
選
で

あ
っ
た
の
で
、
従
来

の
名
主
組
頭

と
大

き
く
違

っ
て

い
た
。
江

戸
時
代

を
通
じ
て
長

い
間

親
し
ま
れ
て
き
た
名

主
組
頭

は
、
領
主
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に
代
わ
っ
て
村
民
を
直
接
支
配
し
村
を
み
ご
と
に
統
治
し
た
幕
藩
体
制
下
の
末
端

行
政
官
で
も
あ
っ
た
が
、
反
面
村
民
の
側
に
立
つ
村
民
の
代
表
で
あ
り
、
村
民
の

生
活
万
般
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
い
わ
け
半
官
半
民
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
戸
長
副
戸
長
は
官
選
で
、
一
方
的
に
明
治
政
府
の
官
吏
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
明
治
六
年
三
月
、
筑
摩
県
の
「
区
長
事
務
章
程
」
に
よ

っ
て
、
区
長

夭
区
）
の
権
限
を
縮
少
し
て
戸
長
、
副
戸
長
に
重
き
を
お
く
よ
う

に
な
っ
た
。
特
に
新
政
府
の
布
告
の
徹
底
に
は
、
村
役
人
は
毎
月
二
回
、
村
民
を

集
め
て
文
書
を
読
ん
で
聞
か
せ
、「
御
布
告
聴
聞
請
印
帳
」
に
印
を
押
さ
せ
て
い

る
。
戸
長
の
職
務
内
容
は
、
戸
籍
・
租
税
徴
収
・
小
学
校
の
設
置
・
徴
兵
調
査
な

ど
国
家
行
政
事
務
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
て
、
自
治
体
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
っ

た
。い

ま
ま
で
名
主
の
も
と
に
一
つ
の
行
政
単
位
で
あ
っ
た
「
村
」
は
、
こ
の
時
点

で
行
政
単
位
で
な
く
な
っ
た
。
戸
長
の
身
分
は
最
初
に
は
一
般
人
民
の
ま
ま
で
あ

っ
と
か
、
明
治
七
年
三
月
か
ら
正
副
戸
長
と
も
官
選
に
な
り
、
待
遇
も
官
吏
に
準

ず
る
も
の
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
戸
長
が
等
外
五
等
、
副
戸
長
が
等
外
六
等
を

仰
せ
っ
か
っ
た
。
し
か
し
、
給
与
は
官
給
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
の
に
、
村
の
負
担

と
さ
れ
て
い
た
。

㈲
　
南
箕
輪
村
の
誕
生

筑
摩
県
は
こ
の
一
小
区
を
一
村
に
す
る
目
途
で
合
併
を
す
す
め
た
。
古
い
村
々

に
は
人
情
・
風
俗
の
ち
が
い
か
ら
生
産
構
造
の
ち
が
い
が
あ
っ
て
、
合
併
は
「
水

と
油
を
同
器
に
し
た
」
と
評
さ
れ
る
無
理
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
困
難
を
お

し
て
一
小
区
一
村
の
原
則
が
貫
か
れ
て
合
併
が
実
施
さ
れ
た
。
明
治
七
年
一
一
月

か
ら
翌
明
治
八
年
二
月
に
か
け
て
、
多
く
の
町
村
が
足
早
に
成
立
し
た
。
旧
村

（
町
）
の
、
九
八
四
村
が
一
七
一
町
村
（
一
七
％
）
に
整
理
統
合
さ
れ
た
。

我
が
南
箕
輪
村
も
明
治
八
年
二
月
一
八
日
に
、
久
保
村
・
大
泉
村
・
北
殿
村
・

南
殿
村
・
田
畑
村
・
神
子
柴
村
の
六
か
村
が
合
併
し
て
誕
生
し
た
。

村
落
合
併

二
付
キ

明
治
八
年
二
月
北
殿
へ
事
務
扱
所

ヲ
設

ケ
各
耕
地

ヨ
リ
諸
簿
冊
ヲ
集
合

シ
南
箕
輪
村

卜
称

ス

久

保

大

泉

北

殿

南

殿

田

畑

副

戸

長

／／／／／／／／／戸

長

神
子
柴
　

剖

戸
長

丸

山
　

寛
一
　
　

赤
羽
　

誠
作

清
水
　

宇
宅
　
　

原
　
　

新
五

倉
田
　

十
郎
　
　

同
　
　

三
郎

倉
田
庄
一
郎

有
賀
　

鍼
二

松
沢
源
一
郎
　
　

松
沢
源
五
郎

旦

戸
　
　

勝

高
木
　

省
三
　
　

有
賀
　

一
平

征
矢
　

完
一

出
羽
沢
善

八

有
賀
又

七
郎

加

藤

孫

十
郎

（
大

宗

館

文

書

）

こ
の
合
併
に
よ
り
、
南
箕
輪
村
の
行
政
は
各
村
落
を
は
な
れ
て
「
事
務
扱
所
」

で
取
扱
わ
れ
た
。
そ
れ
は
諸
帳
簿
を
集
め
て
、
実
際
に
は
五
月
か
ら
、
官
選
の
戸

長
副
戸
長
で
は
じ
め
ら
れ
た
。

明
治
八
年
五
月
ヨ
リ
官
撰
ヲ
以
テ

戸
　
長
　
高
木
　
省
三

副
戸
長

μ　　 μ　　 μ　 μ

有
賀
　

鍼
二

清
水
平

一
郎

有
賀
　

光
彦

倉
田
　

三
郎

原
　
　

新
五

夭
宗
館
文
書
）

４
　
長
野
県
管
下
へ

田
　
長
野
県
庁
の
成
立
と
移
庁
分
県
運
動

明
治
九
年
六
月
一
九
日
夜
、
庁
内
か
ら
出
た
火
で
筑
摩
県
庁
は
全
焼
し
、
仮
庁

舎
を
開
智
に
お
い
て
い
た
。
こ
の
火
災
に
つ
い
て
は
当
時
か
ら
北
信
側
の
放
火
説

釦 夕
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が
も

っ
ぱ
ら
風

評
と
し
て
流
れ
て

い
た
が
、
今
日
で
は
史
料

に
よ
っ
て
北
信
側

の

し
か
も
上
田
に
県
庁
を
と
望
む
上
田

士
族
た
ち
の
犯
行

で
あ
っ
た
こ
と
が
確
か
め

ら
れ
て

い
る
。
（
『
長
野
県
政
史
』
）
こ
の
火

災
を
契
機
に
筑
摩
県

は
、
同
年

八
月

二

一
日
長
野
県
に
合
併
吸
収
さ
れ
る
こ
と
を
強
行
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。
そ
の
と
き
筑

摩
県

の
高
山
支
庁
管
下

で
あ
る
飛
騨
は
岐
阜
県
に
分
け
ら
れ
て
、
信
濃
一
円

を
長

野
県
と
す
る
今
日

の
「
長
野
県
」
と
な

っ
た
。

長
野
県
と
筑
摩
県

の
統
合
に
反
対
す
る
運
動
は
こ
の
時
相
当
盛
ん
に
行

な
わ
れ

た
が
、

つ
い
に
筑
摩
県
は
廃
止
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。
両

県

の
並
立
時
代
は
、
わ
ず

か
に
四
年
九

か
月
に
過
ぎ
な
か

っ
た
。
新
長
野
県

の
県
庁
は
長
野
村
（
長
野
市
）
に

あ
る
旧
長
野
県

の
庁
舎
を
用

い
た

。

こ

の
長
野
村
は
南
北
を
合

わ
せ
た
長
野
県
の
県
庁
所
在
地
と
し
て
は
、
あ
ま
り

に
も
北
に
偏
し
て

い
た
た
め
に
、
移
庁
論
や
分
県
論
が
こ
と
あ
る
ご
と
に
も
え
あ

が

っ
た
。
明
治
九
年

の
合
併

の
と
き
は
松
本
と
飯
田
に
支
庁
を
お
く
こ
と
で
一
応

は
お
さ
ま

っ
た
。
明
治
一
〇
年
一
一
月
と
翌
年
三
月

の
二
度
に

わ
た
っ
た
、
上
田

へ
の
移
庁
伺

い
は
、
内
務
省

か
ら
認
可
さ

れ
な

か
っ
た

。

明
治

コ
二
年
県
会
に
お

い
て
移
庁
議
案
が
提
出
さ
れ
、
県
庁
を
県
の
中
央
、
松

本

へ
置

く
こ
と
が
提
案
さ

れ
た
。
こ

の
時
は
南
信
側

の
議
員

の
熱
意
に
も

か
か
わ

ら
ず
、
北
信
議
員

の
ボ
イ

コ
ッ
ト
戦
術
に
あ

っ
て
流
さ

れ
て
し
ま

っ
た
。
こ

の
時

か
ら
南
北

が
相
敵
視

す
る
状
況
は
し

だ
い
に
は
げ
し

く
な

っ
て

い
っ
た
。
明
治
一

四
年
に

も
移
庁

の
件

を
提
案
し

た
が
、
ま

た
も
や
失
敗
に
終

わ
っ
て
し
ま

っ
た
。

移
庁
論

が
い
つ
も
敗
北
に
終

わ
っ
た
の
で
、
今
度

は
分
県
論
が
台
頭
し

た
。
明

治
一
五
年

七
月
、
県
会
議
員

の
村
上
伝
吾
朗
（
上
伊
那
郡
）
ら
を

中

心

と

し

て
分

県
運
動

が
進
め
ら
れ
た
。
時

の
大
野
県
令
に
分
県

を
迫
り
、
分
県
請
願
書

を
内
務

省
に
、

そ
の
建
白
書

を
元

老
院
に
提
出
し

た
が
、

い
ず
れ
も
許

さ
れ
な

か
っ
た
。

明

治
一
八
年
に

は
、
廃

止
さ
れ
て
い
た
鳥
取

・
徳
島

・
福
井

・
富
山

な
ど
の
県

が

復
活
し
た
。
こ
の
機
を
の
が
し
て
は
と
、
小
里
頼
永
（
松
本
）
ら

を
中

心
に

分

県

運
動
が
再
燃
し
た
。

そ
れ
は
筑
摩
県
再
置
の
運
動
で
、
一
二
月
松
本
に
六
〇
〇
余
名
が
集
ま
っ
て
分

県
の
請
願
運
動
を
激
し
く
行
な
っ
た
。
小
里
頼
永
・
松
尾
千
振
（
下
伊
那
）
ら
県

会
議
員
が
総
代
と
な
っ
て
上
京
し
各
方
面
に
運
動
を
展
開
し
た
。
明
治
二
二
年
九

月
か
ら
翌
年
の
八
月
ま
で
、
二
人
は
東
京
に
滞
在
し
て
陳
情
を

つ
づ
け
た
。
そ

の
結
果
、
明
治
二
三
年
四
月
の
元
老
院
会
議
で
四
六
名
中
三
八
名
の
多
数
を
も
っ

て
、
分
県
論
が
可
決
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
間
北
信
側
の
非
分
県
派
も
上
京
し
て
反
対
運
動
を
展
開
し
た
の
で
、
明
治

二
三
年
七
月
、
内
務
省
は
分
県
論
を
拒
絶
し
て
し
ま
っ
た
。
在
京
の
木
下
尚
江
な

ど
も
大
同
団
結
運
動
を
展
開
し
分
県
論
を
批
判
し
た
。

分
県
論
が
葬
り
去
ら
れ
る
と
、
そ
れ
は
一
転
し
て
移
庁
論
に
な
っ
た
。
明
治
二

三
年
一
一
月
、
移
庁
議
案
を
南
信
側
議
員
が
提
出
し
た
。
こ
の
時
の
勢
力
は
、
北

信
側
二
四
対
南
信
側
ニ

ー
の
議
員
数
で
あ
っ
た
の
で
、
事
前
の
抱
き
込
み
政
策
が

あ
り
一
応
成
立
す
る
か
に
み
え
た
が
、
そ
れ
が
事
前
に
ば
れ
て
逆
襲
さ
れ
、
ご
た

ご
た
の
末
結
局
南
信
側
か
敗
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
か
ら
後
も
こ
の
運
動
は
あ
と

を
た
た
ず
、
松
本
警
察
署
襲
撃
事
件
が
ぼ
っ
発
し
た
り
し
た
。
こ
う
し
て
、
明
治

二
一
年
か
ら
二
四
年
に
及
ぶ
執
拗
な
移
庁
分
県
運
動
は
、
い
つ
も
失
敗
に
終
わ
っ

て
し
ま
っ
た
。

そ
の
後
も
、
県
庁
の
位
置
は
北
に
偏
し
て
い
て
南
信
側
の
不
便
が
ひ
ど
す
ぎ
る

た
め
、
失
敗
し
て
も
失
敗
し
て
も
、
移
庁
運
動
や
分
県
運
動
は
燃
え
あ
が
っ
た
。

そ
の
お
も
な
も
の
を
あ
げ
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
中
央
自
動
車
道
長
野
線
で

も
全
通
す
れ
ば
、
こ
ん
な
南
北
信
の
抗
争
は
終
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

明
治
二
三
年
　
　
　
　
　
分
県
運
動

明
治
三
八
・
三
九
年
　
　
移
庁
運
動

明
治
四
一
年
　
　
　
　
　
移
庁
論

昭
和
八
年
　
　
　
　
　
　移
庁
論
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昭
和
二
三
年

昭
和

三
六
年

分

県
論

移
庁

論

移
庁
分
県
運
動
は
単
に
そ
の
運
動
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
遷
都
請
願
運
動
、
松

本
五
〇
連
隊
、
松
本
高
等
学
校
、
新
産
都
市
指
定
な
ど
派
生
的
な
バ
ラ
ン
ス
問
題

を
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
。
長
野
県
に
お
け
る
南
北
信
の
対
立
的
闘
争
の
発
火
点
は

い
っ
も
こ
の
県
庁
の
位
置
か
ら
生
じ
て
い
る
。
果
た
し
て
大
同
団
結
の
日
は
い
つ

の
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

②
　
三
新
法
と
上
伊
那
郡
の
誕
生

長
野
県
の
成
立
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
村
は
次
の
よ
う
に
、
南
が
つ
け
ら
れ
て

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
長
野
県
南
第
一
七
大
区
八
小
区
　
南
箕
輪
村
」

明
治
一
一
年
七
月
二
二
日
、「
郡
区
町
村
編
成
法
」
が
定
ま
り
府
県
会
規
則
と

▽
　
　
　
ノ

…
…地
方
税
規
則
と
合
わ
せ
て
フ
三
新
法
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
時
代
を
迎
え
た
。

半
濯牡
ヤ
’

ノ

明
治
に
な
っ
て
約
一
〇
年
余
の
統
治
の
経
験
と
、
相
次
ぐ
農
民
一
揆
や
自
由
民

村の行財政・金融第4 節

権

運
動

、

西

南

戦

争

等

の

士
族

の
反

乱

等

か

ら
、

政

府

は
地

方

の
政

治

に

大

き

な

見

直

し

を

せ

ま

ら

れ

て

い

た

。

令
日
世
情

が
騒
然

と
し
、
地

方
の
安
寧

が
阻

害
さ
れ
て
い
る
の
は
中
央
集
権

の
結
果
で
あ

る
か
ら
、
地
方
に
独
自

の
権
限
を
与
え

る
必
要

が
あ

る

こ

の
大

久

保
利

通

の

意

見

書

が
発

端

と

な

っ

て

、

政

策

の

転
回

が
始

め

ら

れ

た

。

維

新
以

来

、

古

い
村

を
否

定

し

て

き

た

が

、

古

い
村

は
根

強

い

生

活
圏

と

し

て
否

定

し

き

れ

な

い
。
行

政
区

域

を

こ

の

生

活

圏

か

ら

き

り

は

な

し

て
、

大

区

小

区

制

と

い
う

全

く
画

一

的

な

現

実

無
視

の
区

域

と

し

た

が
、

こ

れ

を
廃

止

し

て

も

と

の

郡
区

町

村

制

に

回
帰

し

よ

う

と

し

た

の

で

あ

る

。

郡

に

つ

い
て

、

旧

に

復

す

と

い
っ

て

も

、
区

域

が

広

す

ぎ

て

施

政

に
不

便

な

も

の

は

分

割

が

認

め

ら

れ
明

治

コ

ー年

一

月
四

日
、

県

布
達

に

よ

っ

て
県

内

一
〇

郡

が

コ
（

郡

と

な

り

、
伊

那

郡

は
上

伊

那
郡

と
下

伊

那
郡

と

二
郡

に

な

っ

た

。

ま

さ

に
、
上
伊
那
郡
の
誕
生
で
あ
り
、
大
区
小
区
制
の
廃
止
と
な
っ
た
。

「
長
野
県
　
上
伊
那
郡
　
南
箕
輪
村
」

と
公
称
す
る
の
が
我
が
村
で
あ
り
、
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
三
新
法
は
上
伊
那
郡
を
設
け
た
が
、
そ
の
郡
区
町
村
編
成
法
案
の

冒
頭
説
明
に
あ
る
よ
う
に
、「
第
二
大
小
区
の
重
複
を
除
今
以
て
費
用
を
節
す
、

第
二
、
郡
町
村
の
旧
に
復
し
以
て
民
俗
に
便
す
、
第
三
、
郡
長
の
職
任
を
重
く
し

以
て
施
政
に
便
す
」
が
そ
の
考
え
方
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
町
村
自
治
の
許
容
は
郡

長
の
設
置
を
必
須
条
件
と
し
て
い
た
。
郡
長
の
職
務
の
中
心
は
「
郡
制
は
も
と
市

町
村
の
監
督
を
主
と
し
て
起
す
も
の
」
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
町
村
の
監
督
で
あ

り
、
町
村
を
し
て
国
家
行
政
事
務
の
遂
行
を
命
令
し
監
督
す
る
だ
け
で
な
く
、
町

村
会
に
対
し
て
中
止
権
・
議
決
施
行
の
拒
否
権
ま
で
も
っ
て
い
た
。

郡
長
は
従
来
の
大
区
長
の
よ
う
に
、
単
な
る
中
間
経
由
機
関
で
は
な
く
、
管
下

の
村
々
の
戸
長
に
対
し
て
、
強
い
指
揮
権
を
も
っ
て
い
た
。
ま
た
戸
長
は
、
行
政

事
務
に
従
事
す
る
国
県
の
委
任
機
関
で
あ
る
と
同
時
に
、
町
村
の
理
事
者
と
し
て

の
執
行
機
関
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
職
務
の
比
重
は
、
大
区
小
区
時
代
の
戸
長
と

大
差
が
な
く
、
布
告
布
達
の
徹
底
・
徴
税
・
戸
籍
・
徴
兵
・
地
券
・
就
学
な
ど
国

家
行
政
事
務
の
方
が
多
く
て
、
自
治
の
権
限
も
ゆ
と
り
も
ご
く
乏
し
い
の
が
実
態

で
あ
っ
た
。

㈲
　
戸
長
公
選
と
戸
長
役
場

明
治
一
二
年
四
月
二
七
日
、
県
は
郡
区
町
村
編
成
法
に
よ

っ
て
、
戸
長
の
公
選

を
公

布
し
た
。

明
治
コ

ー年
七
月
改
正
に
相
成
り
、
戸
長
役
場
と
改
め
、
村
中
投
票
に
換
仇

高
札
戸
長
　
清
水
平
一
郎
　
筆
生
三
名

「
小
区
事
務
取
扱
所
」

が
廃
止

さ

れ

て
、
「
戸
長
役
場
」
と
改
称
さ
れ
、
戸
長
清

水
平

一
郎
と
副
戸
長

が
筆
生
と
改
称

さ
れ
て
三
名
民
選
さ

れ
て
出
発
し
た
の
で
あ

る
。
民

選
と
い
っ
て
も
、

ま
ず
住
民

が
こ
れ
を
選

び
、
当
選
者

を
県
令
が
任
命
す

6Ｈ



第６章 村 の 発 展

明

治
三
十
四
年
新
築
以
前

の

民
家
を
利
用
七
て
い
た
村
役
場
図

る
形

と
な
っ
て
い
る
。
今
ま
で
全
く
住
民

の
発
言
権

が
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え

る

と
非
常
に
大
き
な
変
化

で
あ
っ
た
。

戸
長
役
場

は
図
6
1
1
0
の
よ
う
に
民
家

を
用

い
て
始

め
ら
れ
た
。
戸
長

の
給
料

は
今
ま
で
村
費
支
弁
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
と
き
か
ら
地

方

税

支

弁
（
県
費
）
と

さ

れ
、
県
令
が
そ
の
額
を
定
め
た
。
こ
れ
は
戸
長
に

は
必
ず
県
令

か
ら
辞
令
書

を
渡

す
べ
し
と
さ
れ
た
通
達
と
同

じ
で
、
戸
長

を
官
僚
機

構
の
手
足

と
し

て
確
保

す
る

措
置
で
あ

っ
た
。

以

上
に
よ
っ
て
戸
長

は
、
江
戸
時
代

の
名

主
の
よ
う
に
第
一
に
行
政
機
構

の
末

端
で
あ
る
と
と
も
に
、
町

村
の
理
事
者

と
し
て
、
町
村

の
公
共

事
業
に
関
し

て
は

関玄

図6-10　 民 家を利用 していた役場庁舎とその平面図

自

由

な

権

限

を

も

つ
よ

う

に

な

っ
た

。

町

村

の

公

共

事
業

と

さ

れ

た

の

は
、

町

村

の
請

願

・

神

仏

祭

典

・

小

学

校

の
設

置

・

勧

業

・

水

利

・

衛

生

な

ど
で

、

こ

れ

ら

に

つ

い
て

戸

長

が

自

治

的

に

処

理

す

る

こ

と

が

で

き

た

。

㈲
　

区

会

か

ら

町

村

会

へ

明

治

一
〇

年

六

月

の
県

会

に

お

い
て

、
区

会

開

設

の

議
案

が

き

ま

り

、

区

会

矢

区

）
が

開

設

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ
た

。

第

一

回

の
区

会

は
明

治

一

一

年

二

月

、

県
下

一

せ

い
に

開

か

れ

た

。

議

題

は
、
「

小

学

校

資

金

出

途

方

法

」

と

「

不

就

学

児

童

の

就

学

方

法

」

の

二

つ

で

、

い
ず

れ

も

教

育

関

係

の

も

の

で

あ

っ

た

。

特

に

小

学

校

資

金

出

途

方

法

で

は

、

従

来
不

安

定

で

あ

っ

た
元

資

金

法

（
有
志
寄
附
に
よ
る
方
法
で
、
主
と
し
て
筑
摩
県

が
採
用
）

と
賦

課

法
（
一
石
に
つ
き
五
銭
ず
つ
賦
課
す
る
方
法
で

、
旧
長
野
県

が
採
用
）

の

い

ず

れ

で

も

な

く

、

新

た

に

地

価

・

戸

数

・
動

産

・
学

齢

の
四

つ
に

分

割

し

て

徴

収

す

る

方

法

が

と

ら

れ

、

こ

れ

に

よ

っ

て

教
育

財

政

の

安

定

化

が

は

か

ら

れ

た

。

し

か

し

、

明

治

二

年

に

郡
区

町
村

編

成

法

が
公

布

さ

れ
、

大

区

小
区
制
が
廃
止
さ
れ
た
の
で
、
大
区
会
議
も
一
回
限
り
で
終
わ
り
と
な
っ
た
。

明
治
一
二
年
六
月
、
県
会
は
「
長
野
県
町
村
会
規
則
」
を
布
達
し
、
区
会
か
ら

町
村
会
へ
と
移
行
し
た
。

１
　
町
村
経
費
の
予
算
と
賦
課
法

２
　
町
村
共
有
物
の
進
退
、
金
穀
の
公
借
、
土
木
の
起
工

３
　
地
方
税
戸
数
割
の
各
戸
へ
の
乗
率

こ
の
三
項
の
権
限
を
も
っ
た
。
ま
た
、
議
員
の
選
挙
権
・
被
選
挙
権
は
二
〇
歳

以
上
の
男
子
で
町
村
内
の
土
地
所
有
者
と
さ
れ
、
資
格
制
限
の
き
び
し
か
っ
た
区

会
議
員
と
比
較
し
て
、
財
政
上
の
制
限
は
ゆ
る
く
な
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
議
案

肩2
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発

案

権

些

戸
長

に
集

中

し
、

議

決

事
項

も

施
行

は

認
可

制

で

あ

り
、

県

令

が
町

村

会

の

解

放

権

を

も

つ
よ

う

に

な

っ
て

い
た

。

翌

コ

二
年

四

月

に
区

町
村

会

法

が
公

布

さ

れ
、

従

来

の
町

村

会

規

則

は
自

然

消

滅

と

な

っ
た

。

こ

こ

で

は
町

村

の
公

共

に

関

す

る
事

件

が
議

定

さ

れ

る

こ

と
に

な

り
へ

公

共

的

性

格

は
明

確

化

さ

れ

た

が
、

町

村

会

の
開

設

は

町
村

の

自

由

と

な

り

、

制

限

は

依

然

と

し

て

残

っ
た

。

し

か

し
、

長

野

県

で

は
自

由

民

権

運

動

が

盛

ん
に

な

っ
て

こ

の
年

の

二

月

一

日

に

は

奨

匡

社

が
発

足

の
気

運

だ

っ

た

の
で

、

民

権

の
基

礎

で

あ

る

町

村

会

は

、
発

足

が

早

く
明

治

二
（

年

に

は

す
で

に

九
〇

・

九
％

の
開

設

率

と

な

っ

た

。

⑤
　

南

箕

輪

村

会

の

開

設

明

治

コ

二
年
四

月

八

日

「
区

町

村

会
法

」

が
公

布

さ

れ

「
村

会

議

員

」

を
公

選

す

る

よ

う
に

な

っ

た

。

こ

こ

で

は

じ

め

て

、

村

に

は

公

選

に

よ

る

理

事
者

（
戸
長
）

と

公

選

に

よ

る
村

議

会

の
議

員

と

が

そ

ろ

っ

て
、

自

治

組

織

が
機

構

の
上

か

ら
整

え

ら

れ

た

。
当

時

は

ま

だ
形

ば

か

り

で

は

あ

っ
た

が
、

民

主

政
治

の
第

一

歩
で

あ

っ

た

。

願
　

書

本
村
村
会
規
則
別
冊

の
通
り
取

り
設
け
施
行
仕

り
た
く
候
開
、
御
裁
定
成

し
下
し

お
か
れ

た
く
此
の
段
願
い
奉

り
候
也

上
伊

那
郡
　

南
箕
輪
村
　

戸
長
　

清
水
平
一
郎
⑩

明
治

コ

二
年

八
月
廿
日

長
野
県
令
　

楢
崎
寛
直
殿

（
役
揚
文
書
）

こ

の
願

書

は
郡

長

伊

谷

脩

が

Ｉ
〇

月

一

日

付

で

奥

印

を

し

、

県

の
認
可

は

Ｉ
〇

月

一
　一

日
に

お

り

て

い

る

。

こ

の
時

の
規

則

に

よ

る

と

、

村

会

議

員

の

選

挙

は

、

次

の

甲

乙
丙

丁

の

四

組

に

分

か

れ
て

行

い
、

所

得

の
差

別

が

な
二

戸
数

で

実

施

さ

れ

た

。

甲
組
　
五
人
　
久
保
、
久
保
南
割
　
　
　
　
　
戸
数
一
一
四
戸

乙
組
　
五
人
　
大
泉
、
沢
尻
　
　
　
　
　
　
　

″
　
一
一
九

″

丙
組
　
七
人
　
北
殿
、
南
殿
　
　
　
　
　
　
　

″
　
一
四
〇

″

丁
組
　
六
人
　
田
畑
、
神
子
柴
　
　
　
　
　
　

″
　
コ
エ
四

″

明
治
一
四
年
七
月
一
六

目
、
南
箕
輪
学
校
を
仮
議
場

と
し
て
、
第
一
回
村
会
が

開
設
さ

れ
た
。
議
員
二
三
名

り
欠
席
一
〇
名
、
傍
聴

入
二
〇

名
で
あ
っ
た
。
初
代

議
長
に
は
高
木
誠
三

副
議
長
に
は
松
沢
源
五
郎
が
選
ば
れ
た
。

村
議

会
開
設
時
の
議
事
録
に
よ
る
と
、
明
治
維
新
に
よ
っ
て
当
時

ぼ
う
は
い
と

し
て
お

ご
っ
た
自
由
民
権
運
動
の
姿
を
見

る
こ
と
も
で
き
る
が
、
議
員

の
欠
席

が

多

い
こ
と
か
ら
自
治

い
ま
だ
し
の
感
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
議
員

は
名

誉
職
と

さ

れ
、
日
当
旅
費
の
ほ
か
は
無
給
を
た
て
ま
え
と
し
た
の
で
、
財

産
の
あ
る
も
の
で

な
け
れ
ば
議
員
に
な
れ
な

い
実
情
で
あ
っ
た
。

こ
の
村
会
で
決
議

で
き
る
の
は
、
村
費

の
賦
課
徴
収
方
法
、
村
公
共
事
業

の
こ

と
、
府
県
税
の
一
部
（
地
方
税
戸
数
割
・
営
業
割
）
の
賦

課

徴
収
方
法
で

あ
り
、
国

費
の
徴
収
を
村
住
民

の
責

任
と
し
て
任

さ
れ
、
義
務

と
さ
せ

ら
れ
て

い
た
。

こ
の
創
設
期

の
村

会
で
は
、
村

会
日
誌

も
村
会
成
議
案
も
、
立
派
な
活
版
印
刷

に
な
っ
て
残
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
当
時

の
人

々
が
民
主
政
治

の
発
端
と
し
て
村

議

会
の
詳
細

を
、
細
大

も
ら
さ
ず
公
表
し

て
い
て
、
そ

の
綿
密
丁

寧
さ
に
驚
か
さ

れ
る
。

そ
の
時

の
「
村
会
規
則
」
は
次

の
よ
う
で
あ

っ
た
。
こ
こ
で
第
七
条
、
八
条
に

み

ら
れ
る
よ
う
に
、
郡
長

の
権
限
が
強
く
、
村
会
決
議
は
郡
長
に
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
郡
長
は
そ

の
議
決
を
中
止
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
た
。

南
箕
輪
村
　
村
会
規
則

第
一
章
　
　
　

総

則

○
第
一
条
第
一
款
　
水
利
土
功
及
び
村
内
公
共
二
係
ル
事
業
ヲ
起
廃
伸
縮
ス
ル
事

第
二
款
　
村
内
公
共
二
係
ル
経
費
ノ
予
算
及
ビ
其
ノ
課
賦
法
ヲ
定
ム
ル
事

G招
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第
三
款
　

村
内
共
有
物
ヲ
進
退

シ
及
ビ
維
持
ノ
方
法
ヲ
設
ク
ル
事

第
四
款
　

金
穀
ヲ
公
借

ス
ル
事

○
第

二
条
　
会
議
（

例
会

卜
臨
時
会
ト
ノ
ニ
類

二
分
ツ
其
ノ
定
期

二
於
テ
開
ク
モ
ノ
ヲ
例

会
ト
ス
臨
時

二
開

ク
モ
ノ
ヲ
臨
時
会
ト
ナ

ス

○
第

三
条
　
例
会
（

第
一
条
各
款
ノ
事
件
ヲ
議
定

ス

但

シ
経
費
（

Ｉ
周
年

（
会
計
年
度
）
ヲ
以
テ
予
算
ヲ
立
ツ
ベ

シ

○
第
四
条
　

臨
時
会
（

例
会
ヲ
侯
ベ

カ
ラ
ザ

ル
非
常
ノ
費
用
〔
天

災
等
ニ
テ
臨
時
二
生
ジ

タ
ル
予
算
外
ノ
〕
及

ビ
例
会
后

二
於
テ
臨
時

二
会
議
ヲ
要

ス
ル
事
務
ヲ
議
定
ス

○
第
五
条
　

例
会
臨
時
会
ヲ
論

ゼ
ズ
会
議
ノ
議
案
（

都
テ
戸
長
ヨ
リ
之
ヲ
発
ス

○
第

六
条
　

臨
時
会
（

其

ノ
特

二
会
議
ヲ
要

ス
ル
事
件

二
限
り
其
ノ
他
ノ
事
件
ヲ
議
ス
ル

ヲ
得

ズ

○
第
七
条
　

会
議

ノ
決
議
（

議
長

ノ
名
ヲ
以
テ
戸
長

二
報
告

ス
戸
長
決
議
ヲ
相
当
ナ
リ
ト

ス
ル
ト
キ
（

郡
長

二
報
告

ス
郡
長
施
行
ヲ
中
止

セ
ザ

レ
バ
直
チ
ュ
之
ヲ
施
行

ス

○
第
八
条
　

郡
長

ヨ
リ
村

会
決
議

ノ
施
行

ヲ
中

止
シ
ク
ル
ト

キ
（

追

ツ
テ
県
庁
指
揮

ス
ル

マ
デ
ノ
間
（

着
手

ス
ル
ヲ
得
ズ

○
第

九
条
　
戸
長
決
議
ヲ
不
適
当
ナ
リ
ト

ス
ル
ト
キ
（

再
議

二
附

ス
ル
事
ヲ
得
再
議

二
於

テ
モ
相
当

ナ
ラ
ズ
ト
ス
ル
ト
キ
（

郡
長

ヲ
経
テ
県
庁
二
具

上
シ
指

揮
ヲ
乞
ウ

ベ
シ

○
第
十
条
　

毎
年
例
会

二
於
テ
前
年
度
第
一
条
各
項
事
業
景
況
及

ピ
費
用
決
算

ノ
報
告
ヲ

受
ク

○
第
十
一
条
　

県
令
又
（

郡
長
ヨ
リ
会
議
ノ
意
見
ヲ
諮
問
ス
ル
事
ア
ル
ト
キ
（

之

二
答
議

ス
○
第
十
二
条
　

会
期
中
議
員
ノ
内
二
人
以

上
ノ
発
議
ヲ
以

テ
村
内

ノ
利
害

二
関

ス
ル
事
件

二
付
キ
建
議
セ
ン
ト

ス
ル
モ
ノ
ア
レ
バ
先

ズ
会
議
ノ
許
可

ヲ
得

テ
会
議

二
付

シ
可
決

ス

ル
ト
キ
（

会
議
ノ
所
見
ト
ナ

シ
議
長

ノ
名
ヲ
以

テ
直
チ
ュ
県
令

二
建
議

ス
ル
事
ヲ
得

○
第
十
三
条
　

村
会
（

戸
長
職

権
内

ノ
事
二
付

キ
会
議

ノ
意
見
ヲ
問

フ
事

ア
ル
ト

キ
（

之

ヲ
議
ス

○
第
十
四
条
　
村

会
（

議

事
ノ
細
則

ヲ
議
定

シ
戸
長
ノ
認
可
ヲ
得
テ
施
行

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

○
第
十
五
条
　
村

会
開
会

二
当

ク
リ
議
員

ノ
招
集

二
応

ゼ
ズ
開
会

シ
難

キ
場
合

二
於
テ
（

都

ベ
テ
前
年
度

ノ
議
決

ニ
ョ
リ
施
行

ス
ル
ヲ
得

○
第
十

六
条
　

議
員
ノ
任
期
中
法

二
於
テ
議
員
ク
ル
事
ヲ
得
ザ
ル
事
故

ヲ
生
ジ
ク
ル
ト
キ

（

退
職
者
ト

シ
（
以
下
略
）

○
第
十
七
条
　

村
会
議
員
（

其
ノ
議
定
ス
ル
事
件
二
付

キ
村

総
代

ト
ナ
リ
或
（

自
己

ノ
意

見
ヲ
以
テ
其
施
行
ヲ
可

否

シ
県
庁

二
請
願
ス
ル
権
球

ナ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
二
章
　
　
　
　

選
　

挙

○
第
十
八
条
土

二
十
一
条
　
　
　

（
略
）

第
三
章
　
　
　

議

則

○
第
三
十
二
条
　

議
員
半
数
以
上
出
席
セ
ザ
レ
バ
当
日

ノ
会
議
ヲ
開
ク
ヲ
得
ズ

○
第
三
十
三
条
　

会
議
（

過
半
数

二
依

ツ
テ
決

ス
可

否
同
数
ナ
ル
ト
キ
（

議
長
ノ
可

否
ス

ル
所

ニ
ョ
ル

○
第

三
十
四
条
　

戸
長
若

シ
ク
（

其
ノ
代
理
人
（

会
議

二
於
テ
議
案
ノ
旨
趣
ヲ
弁
明
ス
ル

ヲ
得
レ
ド
モ
決
議
ノ
数

二
入

ル
コ
ト
ヲ
徘

ズ

○
第
三
十
五
条
　

会
議
（

傍
聴
ヲ

許
ス
　
但

シ
戸
長

ノ
需

メ
ニ
依

り
又
（

議
長
ノ
意
見
ヲ

以

テ
傍
聴
ヲ
禁
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得

○
第
三
十
六
条
　

議
員
（

会
議

二
方
り
充
分
討

論
ノ
権
ヲ
有

ス
然

レ
ド

モ
人
身
上

二
付

キ

テ
褒
既
毀
誉

二
渉
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

○
第
三
十
七
条
　

議
場
ヲ
整
理
ス
ル
（

議
長

ノ
職

掌
ト
ス
若

シ
規
則

二
背

キ
議
長
之
ヲ
制

止

シ
テ
猶
順

ワ
ザ
ル
者
ア
ル
ト
キ
（

議
長

之
ヲ
議
場
外

二
退
去

セ
シ
ム
ル
ヲ
得
其
ノ
強

暴

二
渉
ル
モ
ノ
（

警
察
官

吏
ノ
処
分

ヲ
求
ム
ル
ヲ
得

第
四
章
　
　
　
　

開
　
閉

○
第
三
十
八
条
　
村

会
（

毎
年
四
月

九
月

二
於
テ
之

レ
ヲ
開

ク
其
ノ
開
閉
（

戸
長
之
レ
ヲ

指
揮

シ
会
期
（

五
日
以
内

ト
ス
但

シ
戸
長
（

会
議

ノ
衆
議
ヲ
取

り
其
日
限
ヲ
伸
ブ
ル
コ

ト
ア
ル
ト
雖
モ
其
ノ
事
由
ヲ
直
チ
ュ
具

申
ス
ル
モ
ノ
ト

ス

○
第
三
十
九
条
　

会
議
ノ
論
説
法

律
又
（

規
則

ヲ
犯

シ
或
（

権
限
ヲ
超

ユ
ル
コ
ト
ア
リ
ト

認

ム
ル
ト
キ
（

戸
長
（

其
会
議
ヲ
中

止
セ
シ
メ
郡
長

二
具
申

シ
指
揮
ヲ
乞
ウ

ヘ
シ

（
役
揚
文
書
）

ヴ
　
飯

田

区

裁

判

所

管

轄

反

対

運
動

614
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明
治
九
年
九
月
コ
二
日
に
松
本
裁
判
所
が
で
き
長
野
県
と
岐
阜
県
を
管
轄
し
、

管
内
に
は
岐
阜
、
高
山
の
二
支
庁
と
、
岐
阜
・
長
野
・
飯
田
・
松
本
・
御
嶽
の
五

区
裁
判
所
を
設
置
し
た
。
同
年
一
二
月
一
日
に
は
、
そ
の
区
裁
判
所
の
区
画
を
き

め
た
が
、
飯
田
区
裁
判
所
は
伊
那
郡
を
管
轄
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
、

伊
那
郡
の
う
ち
上
伊
那
地
区
の
村
々
は
こ
ぞ
っ
て
、
飯
田
管
内
に
入
る
不
便
を
考

え
、
松
本
区
裁
判
所
に
な
る
こ
と
を
訴
え
た
。

⑦
　
三
新
法
の
改
正
と
戸
長
の
官
選

政
府
は
緊
急
な
対
応
と
し
て
、
明
治
一
七
年
五
月
七
日
、
三
新
法

を
改
正
し

て
、
次
の
よ
う
に
農
村
の
建
直
し
を
は
か
っ
た
。

①
　
連
合
戸
長
役
場
の
設
置

②
　
戸
長
の
官
選
（
県
会
が
き
め
る
）

㈲
　
町
村
会
に
対
す
る
官
僚
統
制
の
強
化

困
　
町
村
費
の
徴
収
に
対
す
る
強
制
力
の
付
与

こ
の
改
正
は
せ
っ
か
く
民
選
で
あ
っ
た
戸
長
が
県
会
の
選
任
と
な
り
、
町
村
会

も
会
期
、
議
員
数
は
県
会
が
き
め
、
議
案
は
戸
長
が
き
め
、
地
租
納
入
者
が
選
挙

権
や
被
選
挙
権
を
も
つ
と
い
っ
た
逆
戻
り
の
も
の
で
あ
っ
た
。
議
長
は
今
ま
で
議

員
の
互
選
で
あ
っ
た
が
、
戸
長
が
議
長
に
な
る
こ
と
に
な
っ
た
。
県
知
事
↓
郡
長

↓

戸
長
と
い
う
官
僚
的
系
列
が
強
化
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
た
。

こ
の
改
正
以
前
は
国
税
、
県
税
は
滞
納
処
分
権
が
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、
町
村

費
は
協
議
費
と
し
て
そ
の
権
が
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
町
村
費
の

滞
納
は
増
え
つ
づ
け
て
い
た
が
、
松
方
デ
フ
レ
に
よ
る
不
況
に
よ
っ
て
、
滞
納
は

い
よ
い
よ
増
え
て
き
た
。
も
っ
と
も
町
村
費
の
う
ち
土
木
費
だ
け
は
強
制
徴
収
権

が
明
治
一
四
年
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
明
治
一
七
年
か
ら
の
改
正
に
よ

っ
て
、
町
村
費
の
う
ち
多
く
の
費
目
を
強
制
取
立
て
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
と
同
時
号
戸
長
役
場
が
あ
ま
り
小
さ
く
て
は
そ
の
負
担
に
た
え
ら
れ
な
い
の

で
、
従
来
三
〇
〇
戸
以
上
と
さ
れ
て
い
た
も
の
を
五
〇
〇
戸
以
上
と
拡
大
し
た
。

こ

れ

に

よ

っ
て

生

活
圏

主
体

に

小

じ

ん

ま

り
と

ま
と

ま

っ

て

い

た
村

々

は
、

一
村

一

戸
長

で

な

く
、

数
村

で
連

合

し

た
戸

長

役

場

を

も

ち
、

連

合

町

村

会

議

員

も

選

ば

れ

た

。

し

か

し

、
本

村

は
標

準

の

五
〇

〇

戸

を

こ
え

て

い

た

の
で

、

そ

の

ま

ま

一

村

一

戸
長

で

あ

っ
た

。

そ

の

ま

ま

で

あ

っ

た

と

い

う

こ
と

は
、

行

政

単

位

と

し

て

の
村

と

生

活

共
同

体

と

し

て

の
部

落

が
分

裂

し

な

い
で

い

く

こ
と

で

あ

っ

た

。

岡
　

明

治

後

期

の

村

政

１
　

町

村

体

制

の

形

成

田
　

村

長

と

村

役

場

の

発

足

明

治

政

府

は
、

統

一
国

家

の
実

を

あ

げ

る

に

急

で

あ

っ
た

が

、

そ

の

た

め

に

も

地

方

制

度

の
改

編

に

異

常

な

熱

意

を

示

し

た

。
し

か
し

そ

れ

は

試

行

錯

誤

的

で

あ

り
、

地

方

の
実

情

に

あ

わ
な

い
不

安

定

な

も

の
で

、

次

の
よ

う

に

ゆ

き

つ
、

ち

ど

り

つ
し

た

。

①
　

明
治
五
年
、
大
区

小
区
制
。
ム
ラ
の
否

定
の
方
向

。

②
　

明
治
一
一
年
、
三
新
法
体
制
。
ム
ラ
を
復
活

す
る
方
向

。

②
　

明
治
一
七
年
、
三
新
法
改
正
。
再

び
ム
ラ

を
否
定

の
方
向

。

④
　

明
治
二
一
年
、
町
村
制
体

制
。
村

が
行
政
単
位

と
な
る
。

市
町
村
制
上
諭

朕
地
方
共
同

ノ
利

益
ヲ
発
達

セ
シ
メ
衆
庶
臣
民
ノ
幸
福
ヲ
増
進

ス
ル
コ
ト
ヲ
欲

シ
、
隣
保

団

結
ノ
旧
慣

ヲ
尊
重
シ
テ
益
々
之
ヲ
拡
張

シ
、
更

二
法
律
ヲ
以
テ
都
市
及

ビ
町
村
ノ
権
義

ヲ
保
護

ス
ル
ノ
必
要
ヲ
認

メ
茲

二
市
制
及

ビ
町
村
制
ヲ
裁
可

シ
テ
之
ヲ
公
布
セ

シ
ム

御

名
　
御
璽

明
治
二
十
一
年
四
月
十
七
日

（
役
場
文
書
）

こ

の

よ

う
に

隣

保

団

結

の
旧

慣

を

存

し

な

が

ら

、

地

方

の

利

益

を

増

進

す

る

道

は
、

明

治

二

一
年

四

月

公

布

の
「

市

制

・

町

村

制

」

に

よ

っ
て

、

よ

う

や

く
永

続

的

な

地

方

体

制

と

な

っ

た

。
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当
時
国
会
開
設
の
要
望
が
高
ま
る
中
で
、
立
憲
制
施
行
の
基
盤
と
し
て
の
地
方

自
治
制
の
整
備
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
趣
旨
は
自
治
及
び
分
権
に
た
え
る
力
を

も
っ
た
有
刀
町
村
を
つ
く
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
明

治
八
年
ま
で
に
一
小
区
一
町
村
の
合
併
が
強
行
さ
れ
、
郡
下
は
二
八
町
村
と
な
っ

た
が
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
旧
慣
を
無
視
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
、
明
治
一
三
年
ご

ろ
か
ら
分
裂
が
は
じ
ま
り
五
六
町
村
と
二
倍
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
で
は
細

分
化
さ
れ
す
ぎ
て
、
有
力
町
村
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
三
〇
〇
戸
以
上
を
標
準

に
し
て
合
併
が
促
進
さ
れ
、
約
半
分
の
三
〇
か
町
村
と
な
り
、
明
治
二
二
年
四
月

一
目
施
行
の
準
備
が
と
と
の
っ
た
。
明
治
維
新
以
来
、
二
〇
年
の
地
方
行
政
の
国

内
経
験
と
、
明
治
一
五
年
に
渡
欧
し
た
伊
藤
博
文
ら
の
西
欧
の
国
外
経
験
と
が
、

こ
こ
に
結
巣
し
て
こ
の
制
度
と
な
っ
た
。

そ
の
合
併
促
進
の
時
も
、
本
村
は
五
〇
〇
戸
以
上
も
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
ま
ま

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
戸
長
制
度
は
町
村
長
制
度
に
改
め
ら
れ
、
「
南
箕

輪
廿
戸
長
」
は
「
南
箕
輪
村
村
長
」
と
な
り
、
戸
長
役
場
は
「
南
箕
輪
村
役
場
」

と
な
っ
た
。
以
後
現
在
に
い
た
る
ま
で
こ
の
制
度
と
な
っ
た
。

当
時
の
村
役
場
は
、
民
家
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
村
役
場
は
、
明

治
三
四
年
に
新
築
さ
れ
る
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
。

㈲
　
村
長
・
助
役
（
名
誉
職
）
の
選
出
と
郡
長

町
村
制
で
は
、
村
長
・
助
役
は
村
民
の
直
接
選
挙
で
は
な
く
、
村
会
議
員
の
投

票
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
収
入
役
は
村
長
が
選
び
村
会
の
承

認
を
得
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
、
勧
業
・
衛
生
・
学
務
な
ど
の
委
員
は
、
村
会
議

員
の
互
選
に
よ
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
村
に
対
す
る
郡
長
・
県
知
事
・
内
務
大
臣
の
監
僣
は
き
び
し
く
、
村

長
・
助
役
の
選
挙
結
果
も
、
県
知
事
の
認
可
が
必
要
で
あ
り
、
不
適
任
と
認
め
ら

れ
れ
ば
再
選
挙
を
さ
せ
、
な
お
不
適
任
な
ら
ば
、
官
吏
を
派
遣
し
て
職
務
を
管
掌

し
た
。
本
村
に
も
そ
の
上
う
な
事
例
が
あ
り
、
次
の
よ
う
な
通
知
加
だ
さ
れ
た
。

来
る
十
一
月
十
一
日

左
の
件
議
定

の
た
め
南
箕
輪
村
役
場
内
に
村
会
を
開
設
欽
条
同
日
午

前
十
時
を
期
し
御

参
集

相
成

り
度
く
此

の
段
通
知
に
及

び
候
也
。

明
治
三
十
五
年
十
一
月
八
日

南
箕
輪
村
代
理
村
長
職

務
管

掌

上
伊
那
郡
　

書
記
　

唐
沢
守
三

村
会
議
員
　
　

殿

一
、
村
長
口
口
口

辞
職

二
付
キ
事
故

認
定
の
件

一
、
助

役
口
口
口
口

辞
職
に
付
キ
事
故
認
定
の
件

一
、
村
長

選
挙

の
件

て

助
役
選
挙

の
件

（
役
場
資
料
）

こ

の
通

知

は
村

会

議

員

六

名

が
職

務

管

掌

唐

沢

守

三

に

請

求

し

て

村

会

を

開

会

す

る

運

び

と

な

り
、

そ

こ
で

村

長

・

助

役

を
選

挙

し

た

。

村

長

に

委
任

さ

れ

た

事
務

に

は
、

兵

役

・
戸

籍

・

土

地

収

用

・

伝

染

病

予

防

・

河

川

・

小

学

校

・

そ

の

他
国

県

郡

の
行

政

事
務

が

あ

っ

た

。

こ

の
事

務

に

必

要

な

費

用

を

村

の
負

担

と

し

て

執

行

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

た

。

政
府

は

こ

の
事

務

完

遂

の
た

め

、

そ

の

費

用

の

支

出

に

つ

い
て

強

制
予

算

制

を

と

っ

た

。
強

制

予

算

制

と

い
う

の
は

必

要

事

務

の
支

出

を

定

額

予

算

に

の

せ

ず

、

ま

た

こ

れ

を
支

出

し

な

い
と

き

は
、

郡

長

は
そ

の
支

出

額

を

定

額

予

算

表

に

加

え

る

か

、

臨

時

支

出

さ

せ

る

こ

と

が
で

き

る

こ
と

で

あ

っ

た

。

こ

の

よ

う

な
村

長

に

委
任

さ
せ

た
国

政

事

務

は
、

村

役

場

の
事

務

の

ほ

と

ん

ど

を
占

め
、

そ

の
費

用

も
村

財

政

の
過

半

を
占

め

た

。
こ

う

い
う

点

か
ら

み

る

と

、

村

役

場

は
村

の

執
行

機

関

と

い
う

よ

り

も
、

ま

ず
官

庁

の
出

先

機

関

で

あ

り

、

国

家
行

政

（
富
国
強

兵
）

を

住

民

の

負

担

で

補

強

す

る

感

が
強

か

っ

た

。

村

長

、
助

役

は

名

誉
職

で

あ

り
、

職

務

上

の
実

費

弁

償

を

す

る

だ

け

で

あ

っ

た

。

こ

れ

は

経

費

の
節

減

に

よ

り
財

政

の
健

全
化

を
図

る

と
同

時

に

有

力

者

の

登

用

を

め

ざ

し

た

結

果

だ

っ
た

。

そ

の

う

え
、

有
力

者

を
政

治

的

地

位

に

つ

け

る

た
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め
に
、
一
種
の
強
制
手
段
も
設
け
て
あ
っ
た
。
こ
の
名
誉
職
を
故
な
く
拒
否
し
た

り
、
退
職
す
る
時
は
、
公
務
参
与
権
の
停
止
及
び
村
税
の
重
課
な
ど
の
制
裁
が
課

せ
ら
れ
た
。

村
長
、
助
役
の
任
期
は
四
年
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
任
期
を
待
た
ず
に
辞
職
し
た

村
長
が
多
か
っ
だ
の
は
、
こ
の
名
誉
職
に
よ
っ
て
一
家
の
身
代
を
傾
け
て
し
ま
う

と
い
っ
た
場
合
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
、
当
時
の
村
会
議
事
録
に

は
、
村
長
や
助
役
の
辞
職
理
由
を
認
め
る
か
否
か
の
記
録
が
多
く
残
っ
て
い
る
。

③
　
村
会
議
員
と
そ
の
等
級
選
挙

町
村
制
の
も
と
で
の
村
会
議
員
は
等
級
選
挙
制
で
あ
っ
た
。
選
挙
人
は
村
内
の

「
公
民
」
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
が
、
そ
の
公
民
に
は
次
の
条
件
が
あ
っ
た
。

①
　
満
二
五
歳
以
上
の
男
子
で
、
一
戸
を
構
え
る
も
の
。

②
　
二
年
以
来
引
続
き
村
の
住
民
で
あ
る
も
の
。

③
　
村
内
で
地
租
を
納
め
る
か
、
直
接
税
二
円
以
上
納
め
る
も
の
。

こ
こ
で
は
、
公
民
か
否
か
は
二
五
歳
以
上
の
男
子
で
、
資
産
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
地
租
を
納
め
る
者
、
つ
ま
り
土
地
所
有
者
に
だ
け
選
挙
権
が
与
え
ら

れ
、
小
作
人
等
に
は
与
え
ら
れ
な

か
っ
た
。
そ
れ
と
は
逆
に
不
在
地
主
の
場
合

は
、
圓
の
条
件
で
あ
る
村
内
居
住
非
居
住
に
係
ら
ず
、
村
税
多
額
納
税
者
に
は
特

免
条
項
が
あ
っ
て
選
挙
権
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。

村
会
議
員
も
名
誉
職
で
、
任
期
は
六
年
で
あ
り
、
三
年
ご
と
に
半
数
が
改
選
さ

れ
た
。
選
挙
は
等
級
選
挙
制
で
町
村
は
二
等
級
（
市
は
三
等
級
）
に
分
け
て
行
な

わ
れ
た
。
そ
れ
は
村
税
総
額
の
半
ば
に
あ
た
る
者
ま
で
を
一
級
選
挙
人
と
し
、
そ

の
他
を
二
級
選
挙
人
と
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
が
半
数
ず
っ
の
議
員
を
選
挙

す
る
方
法
で
あ
っ
た
。
一
級
選
挙
人
は
富
裕
者
で
少
数
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
か

ら
半
数
の
議
員
を
選
べ
る
仕
組
み
で
あ
っ
た
。
極
端
な
場
合
は
村
税
総
額
の
半
分

を
納
め
る
大
地
主
は
、
一
人
で
半
数
の
議
員
が
選
べ
る
と
い
う
、
地
主
優
遇
の
選

挙
法
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、

二
級

の
選
挙
を
先
に
し
、

一
級

を
後
に
し

た
の
で
、

一
級
選
挙
人

は

二
級

の
結
果

を
み

て
選
挙
で

き
る
選
択
権

も
あ
っ
た
。
こ

う
い
う
地
主
優
遇

は
、

「
町
村
制

の
理
由
」
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
「
細
民

の
多
数
に
制
せ

ら
る
る
の
弊

を

防
ぐ
」
こ
と

を
意
図
し

た
も

の
で

あ
っ
た
。
こ

の
地
主
中
心

の
等
級
選
挙
制
は
、

大
正
六
年

ま
で
適
用

さ
れ
、
同
一
〇
年
四
月

の
改
正
で
よ
う
や
く
廃

止

に

な

っ

た
。村

会

の
権
限
は
委
任
事
務
と
固
有
事
務
を
議
決
す
る
こ
と
で
あ
り
、
特
に
監
督

庁
の
同

意
を
必
要
と
す
る
も
の
以

外
は
、
そ
の
議
決
が
村
の
意

志
と
な
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
れ
は
三
新
法
時
代
よ
り
大
幅
な
権
限
を
与
え
ら
れ
る

も
の
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
名
誉
職

的
な
色
彩
が
強
く
、
明

治
一
七
年

の
改
正
以

後
議
長

は
村
長

が
行

な
う
よ
う
に

な
っ
て
い
て
、
執
行

機
関

と
議
決
機
関

の
別

が
判
然

と
し
て
い

な
か
っ
た
。
た
だ
、

後
に
決
算
村
会

の
場
合

だ
け
、
村
長

が
議
長

の
座

を
降

り
、

議
員

の
中

か
ら
議
長

が
選

ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。

２
　

郡
制
（
発
足
・
廃
止
）
と
村
政

明
治
二
三
年

五
月
郡
制
か
改
め
ら

れ
、
明
治
二
四
年
四
月

か
ら
長
野
県
は
九
県

の
一

つ
と
し
て
は
じ
め
て
郡
制
を
施
行

し
た
。
古
代
に
は
郡
司

が

い
て
行

政
単
位

で
あ

っ
た
が
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
は
、
郡

は
単
な
る
行

政
区
画

で
あ
る
に

す
ぎ
な
か

っ
た
。
こ
こ
で
は
じ
め
て
郡

が
県
と
村

と
の
間

に
あ
る
行

政
単
位

と
な

り
、
郡

会
と
郡

参
事
会
を
組
織

す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
郡
長

は
県
知

事
の
任
命

で

あ
っ
た
。
郡

会
議
員

は
複

選
制

で
、
郡
内

の
町
村
会

で
選
出
し

た
議
員
と
郡
内

の

大
地

主
（
地
価
一
万
円
以
上
）
が
互
選
し

た
も

の
と
、
二
種
類

あ
っ
た
。
上
伊
那
郡

で
は
町
村
会
選
出

の
二
〇

大
と
大
地
主
議
員
六
人

の
計
二
六
人
で
あ

っ
た
。
当
村

か
ら
は
倉
田
三
郎

が
町
村
会
選
出
議
員
と
し

て
当
選
し

た
。
こ

の
第
一
回
に
上
伊

那
郡

の
町
村
数

は
ご
二

か
村
で
選
挙
権
者

は
三
七
〇
名
で
あ
り
、
大
地
主

の
選
挙

権
者

は
わ
ず
か
に

九
名
で

あ
っ
た
。
郡
会
議
員

の
任
期
は
、
町
村
会
選
出
議
員
が

6俘
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六
年

で
三
年

ご
と
に
半

数
改

選
、
大
地

主
議
員

は
三
年

ご
と
に

全
数
改
選
で

あ
っ

た
。明

治
二
一
年
四
月
四

日
、
上
伊

那
郡
役
所

が
新
築
落
成

し
て
い
る
が
、

こ
れ
に

は
寄

附
金
が
各
村

へ
多
額

に
か
か

っ
て
き
た
。
久
保
北

割
の
例

で
み
る
と
、
明
治

二
〇
年
六
月
付
で
合
計
四
五
円
も
一
耕
地
で
寄
附
し
て

い
る
。（
最
高
一
人
一
〇
円
）

明

治
二
〇

年
と

い
え
ば
松
方

デ
フ
レ
の
後
の
農
村

の
疲
弊

し
た
こ
ろ
で
、
米
価

一
俵
一
円

五
一
銭

で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
み
て
、

こ
の
寄

附
額
は

相
当
大

き

か

っ

た
。
し
か
も
、
戸
長

穂
高
印
で
ま
だ
増
額
さ
れ
た
寄
附

で
あ

っ
た
。

村

に
対
す
る
郡
長

の
監
督
権

は
な
か
な
か
強
大

で
、
先

述
の
と
お
り
強
制
予
算

の
権
を
も

っ
て

い
た
。
ま
た
郡

参
事
会
は
、
村

会
で
議

決
す
べ
き
件
を
議

決
し
な

い
と
き
は
、
代

わ
っ
て
議

決
す
る
権
を
も
ち
、
指
定
事
項

に
関

す
る
村

会
の
議

決

の
許
可

権
を
も
持

っ
て

い
た
。
そ

の
ほ
か
に
、
村

の
行

政
事
務
の
監
査
を
す
る
権

や
村

会

の
議

決

の
停
止
権
、
村
吏
に
対
す
る
懲
戒
処
分
権
、
村
会
を
解
散
す
る
こ

と
が
で
き
る
権
も
も

っ
て

い
た
。

村
に
こ

の
よ
う
に
多
様
な
監
督
が
加
え
ら
れ
て

い
た

の
は
、
村
が
反

体
制
的
な

団

体
と
な
る
こ
と
を
強
く
警
戒
し

た
か
ら
で

あ
っ
た
。

そ

の
後
、
明

治
三
二
年
に
郡

制

の
改
正

が
行

わ
れ
、
大
地
主
議
員

制
は
廃
止
さ

れ
、
全
議
員
が
有
権
者
１
直
接
国

税
三
円
以

上
１

の
直
接
選
挙
と
な
り
、
被
選
挙

権
は
直
接
国
税
五
円
以

上

の
納
税
者
と
な

っ
た
。
定
員
は
三
〇
人
と
増
加
し
、
さ

ら
に
大
正
八
年
に
は
三
五
人
と
な

っ
た

。
こ

の
と
き
本
村

か
ら
は
高
木
誠
が
当
選

し
た

。

な

お
、
郡
会
に

は
副
議
決
機
関
と
し
て
「
参
事
会
」
が
設
け
ら

れ
た
。
こ

れ
は

郡
長
が
議
長
と
な
り
、
郡
会
議
員
が
互
選
し

た
三
名
と
、
県
知
事
が
郡
内

か
ら
選

出
し

た
一
名

の
計
五
名
で
構
成

さ
れ
て

い
て
、
権
限
が
強

く
、
多

い
と
き

は
年
に

三
〇
回
も
開

か
れ
た
。
本
村
で
も
大
泉

の
上
井

の
水
論

の
時
な

ど
、
こ

の
参
事
会

の
強
力

な
示
談

の
指
導

を
う
け

て
い
る
。

こ

の
郡
制
は
出
発
当
初
か
ら
問
題
が
多
く
、
中
間
的
で
費
用

が
か
か
り
す
ぎ
る

等
の
廃
止
論
が
底
流
に
あ
り
、
つ

い
に
大
正

コ

ー
年
に
廃
止
と
な
っ

て

し

ま

っ

た
。
大
正
一
五
年
に
は
郡
長
も
な
く
な
り
、
郡
役
所
は
名
実
と
も
に
な
く
な
っ
て

し
ま

っ
た
。
上
伊
那
郡
役
所
は
な
く
な
り
「
上
伊

那
連
合
事
務
所
」
と
な
っ
た
の

で

あ
る
。

さ
ら
に
昭
和
一
七
年
一
月

か
ら
県
の
出
先
機
関

と

し

て
、
「
上
伊
那
地
方
事
務

所
」
と
な
り
、
昭
和
五
〇
年
一
月
「
上
伊
那
合
同
庁
舎
」
が
竣
工
し
た
。

い
ま
ま

で
分
散
し

て
い
た
県

の
そ

れ
ぞ
れ
の
出
先
機
関
が
、
総
合
的
に
ま
と
ま

っ
て
、
一

か
所
で
こ
と

た
り

る
よ
う
に
便
利
に
な

っ
た
。

地
方
自
治
団
体
と
し

て
の
上
伊
那
郡

は
、
明
治
二
三
年

か
ら
出
発
し
て
大
正
一

二
年

ま
で
三
二
年
で
幕

を
と

じ
た
の
で

あ
る
。

目
　

大
正
期
の
村
政

１
　

晒

習
の
打

破

明
治
四
五
年

七
月
三
〇
日
、
明
治
天

皇
崩
御
、
皇
太
子
殿
下
が
直
ち
に
践
祚
、

神
器
渡

し
の
式

が
行

な
わ
れ
た
。
そ
の
七
月
三
〇

日
元

号
を
大
正

と
改
め
ら
れ
た
。

七
月
三

一
日
に

は
各
部
落
惣
代

ヘ

ー
般
臣
民

が
喪
に
服

す
よ
う
に
伝
達

さ
れ
た
。

九
月

一
三

日
に

は
御
大
喪

の
日
で
、
本
村
小
学
校
庭
で

は
遥
拝
式

を
行

な
い
、
在

郷
軍
人
、
小
学
校

生
徒
、

各
部
落

の
青
年

会
員
、

一
般
村
民
、
村
会
議
員
、
総
代

等

が
参
列

し
た
。

こ
こ
か
ら
大
正
期

が
は
じ
ま
る
わ
け
で

あ
る
が
、
農
村

は
好
景
気

と
イ
ン
フ
レ

の
中

で
疲
弊

し
て
い
た
。

い
た
ず
ら
に
華

美
を
競

い
奢
侈

に
流
れ
て
い
る
。
と
く

に
冠

婚
葬
祭

が
不
相

応
で
あ
る
。
郡
役

所
で
も
数
年
来

こ
の
弊
風

の

打

破

を

議

し
、
町
村

会
に
郡
長

か
ら
訓
示

が
あ
っ
て
、

全
郡

一
致

し
て
弊
風
打
破

の
実
行

を

せ
ま
ら
れ
た
。
空
論
を
排
し
て
断
乎
実
行

し
て
、
冗
費

を
節
約

し
、
農
村

の
資
力

を
充
実
し
、
産
業

を
開
発

し
、
村
民

の
福
利

を
増

進
し
、
自
治

の
伸
展

を
期

さ
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。
時

の
村
長

高
木
正
直

は
先

に
た
っ
て
こ
れ
が
対

策

を

た

て
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た

。「

南

箕

輪

村

晒

習

矯

弊

に

関

す

る

規

約

」

が

そ

れ

で

あ

り

、
「

申

合

書

」

が

各

戸

に

配

布

さ

れ

貼

布

す

る

こ

と

に

な

っ
た

。

な

に

よ

り

も

実

行

が

大

切

と

、

冠

婚

葬

祭

の
家

で

は

村

の

基

本

財

産

へ

寄

附

す

る

と

い
う

こ

と

で

、

ま

ず

最

初

の

家

が

口

火

を

き

り

や

す

く

さ

れ

て

い
た

り

、

矯

弊

委

員

を

設

け

て

そ

の

遂

行

を

促

す

役

目

と

し

、

村

民

の
署

名

捺

印

を

さ

せ

た

り

し

て

い
る

。

こ

の

規

約

に

基

づ

い
て

、

次

の

よ

う

な

「

申
合

書
」

が

各
戸

に
配

ら

れ

て

、

そ

の

徹

底

を

期

し

て

い
る

。

申
合
書

（
之

レ
（

各
戸

へ
配
布

シ
貼
付

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
）

南
箕
輪
村
村
民
総
集
会

二
於
テ
左
ノ
通

り
決
議

ス

ニ

婚
姻

二
嫁
算
ノ
携
帯

ス
ル
荷
物
（

県
税
戸
数
割
等
級
十
等
前
後
迄
箱
参
個
以
内
同
三

十
等
前
後
迄
箱
弐
個
以
内
　

以
下
（

箱
壱
個
以
内

タ
ル
コ
ト

前
二
項

二
違
背

シ
タ
ル
モ
ノ
（

県
税
戸
数
等
級
額
五
倍
額
負
担
ノ
余
裕
ア
ル
モ
ノ
ト

認
定

シ
又
義
務
ア

ル
モ
ノ
ト

ス

ニ
、
葬
儀
（

一
日
ト

シ
膳
部
ヲ
廃

シ
会
葬
者

二
酒

ヲ
饗

セ
ザ
ル
事

枝
義
理
ヲ
廃

ス
ル
事

三
、
旧
暦
ヲ
用

イ
ザ
ル
事

四

、
入

隊
営
兵

士
ノ
酒
食

ノ
饗

二
預

ラ
ザ
ル
事

（
兵

士
ノ
土
産
物
及

ビ
饒
別
（

近
親
ノ
外
之

レ
ヲ

贈
ラ

ザ
ル
事
）

五
、
時
間

ヲ
励
行

ス
ル
事

六
、
ソ

ノ
他

イ
、
酒
食

ヲ
強

イ
ザ
ル
事

口
、
盃

ノ
献
酬
ヲ
廃

ス
ル
事

（

、
訪
問

二
（

用
向

キ
ヲ
直

二
陳

べ
食
事
ノ
時
刻
ヲ
避

ク
ル
事

左
記
ノ
類
（

拒
絶

ス
ル
事

但

シ
協
議
ヲ
経

タ
ル
ト
キ
（

此
ノ
限

ジ
ニ
非
ズ

一
、
物
貰
イ
・
押
売
リ
・
諸
芸
人

て

各
種

ノ
寄
附
募
集

一
、
孤
児
院
・
廃
兵
等

ノ
売
品

一
、
書
籍
類
ノ
予
約
募
集

一
、
其
ノ
他
ノ
広
告
募
集
強
請
　
　
　
　

以
上

大
正

六
年
二
月
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

南
箕
輪
村

２
　

区

制

の

発

足

と
推

移

町

村

制

は
す

で

に

述

べ

た
よ

う

に

、

明

治

二

一
年

に

施

行

さ

れ

た

が

、

そ

の
六

四

条

一
項

に

、

行

政

区

と

区

長

を

設

け

て

も

よ

い
こ

と

に

な

っ
て

い
た

。

町
村
ノ
区
域

広
潤
ナ
ル
ト
キ
、
ス
（

人
口
程
密
ナ
ル
ト
キ

ベ

所
務
便
宣
ノ
ク
メ
町
村

会

ノ
議
決
ニ
ョ
リ
、
之
ヲ
数
区

二
分
カ
チ
、
毎
区
区
長
及

ビ
其

ノ
代

理
者
各
一
名

ヲ
オ
ク
事

ヲ
得

こ

の
町

村

制

施

行

と

と
も

に

、

村

の
補

助

的

な
機

関

と

し

て
区

制

を
し

い

た
所

が
多

か

っ

た

よ

う
で

あ

る

が
、

本

村

で

は

い

ま

だ
区

制

は
施

行

し

な

か

っ

た

。
明

治

八
年

に

南

箕

輪

村

が
誕

生

し

て

か

ら
、

旧

村

（
ム
ラ
）

は

「
耕

地

」

と

呼

ば

れ
、

そ

の
長

を

「
総

代

」

と

呼

ん

で

き

た

。
そ

し

て

町

村

制

が

施

行

さ

れ
て

も

「
耕

地

」
、
「
耕

地

総

代

」

で

と

お
し

て

き

た

。

明

治

三

二

年

、

北

殿

耕

地

で

は

「

区

会

」

を

設

置

し

た

い
と

村

議

会

に

申

請

し

た

。

そ

し

て

そ

の
三

月

一

五

日

に

は

、

村

議

会

で

満

場

一

致

で
北

殿
区

会

が
可

決

さ

れ

た

。

し

か

し

、

こ

れ

は

郡

長

の

許
可

す

る

と

こ

ろ

と

な

ら

ず

却
下

さ

れ

た

。

そ

こ

で

、

村

会

は
同

年

四

月

二

六

日

に

は

次

の

よ

う
に

、

取

消

し

て

い

る

。
当

時

は
郡

長

の

権

限

が

強

か

っ
た

の

で

こ

う

し

た

こ

と

が

ま

ま

あ

っ

た

。

明
治

三
二
年
四

月
二
六
日
、
北
殿
区
会
設
置

の
儀

は
、
先
に
本
村
会
決
議
を
経
て
申
請
せ

し

も
、
本
郡

筒
よ
り
却
下
に
付
き
前
村
会

の
決
議
を
取
消
し
た
き
旨
を
報
告
す
。
満
場
異

議

な
し
。

こ

の

よ

う
に

あ

っ

さ

り
取

消

し

て

し

ま

っ

た

の
で

区

会

は
成

立

し

な

か

っ
た

。
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こ
ん
な
経
過
も
あ
っ
て
、
町
村
制
施
行
後
二
〇
余
年
を
経
て
、
よ
う
や
く
、
大

正
三
年
か
ら
区
制
が
施
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

区
設
置
議
定
に
関
す
る
議
案

第
一
条
　
本
村
は
町
村
制
第
六
八
条
に
よ
り
左
の
区
域
を
定
め
区
を
設
置
す
。

久
保
北
割
・
久
保
南
割
・
大
泉
・
北
殿
・
南
殿
・
田
畑
・
神
子
柴
・
沢
尻

第
二
条
　
各
区
に
区
長
一
名
代
理
者
一
名
を
置
く
。

第
三
条
　
任
期
は
一
か
年
と
し
毎
年
一
月
之
を
選
挙
す

大
正
二
年
十
二
月
六
日
　
提
出

南
箕
輪
村
長
　
高
木
正
直

こ
の
議
案
の
理
由
に
は
、
各
部
落
に
総
代
が
あ
り
、
村
の
処
務
の
多
く
は
い
つ

も
依
頼
し
て
処
理
し
て
き
た
が
、
近
来
事
務
が
繁
多
に
な
り
渋
滞
し
て
不
便
な
だ

め
、
区
制
を
し
い
て
行
政
の
周
到
を
期
す
る
と
あ
る
。

こ
の
議
決
に
よ
っ
て
、
従
来
の
耕
地
は
「
区
」
と
な
っ
て
、
大
正
三
年
か
ら
区

制
か
施
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
し
て
大
正
三
年
の
一
月
一
一
日
の
「
村
会
議
事
録
」
に
は
、
村
会
で
次
の
区

長
が
選
挙
さ
れ
て
い
る
。

久
保
北
割
　
区
長
　
堀
　
　
貞
雄
　
　
　
南
　
殿
　
区
長
　
有
賀
鎌
次
郎

久
保
南
割
　
″
　

征
矢
　
弘
久
　
　
　
田
　
畑
　
″
　

旦
戸
　
伝
雄

大
泉
　
　
　
″
　

田
中
　
静
雄
　
　
　
神
子
柴
　
″
　

太
田
文
治
郎

北
殿
　
　
　
″
　

倉
田
徳
三
郎
　
　
　
沢
　
尻
　
″
　

有
賀
　
実
直

こ
の
区
制
に
よ
る
区
長
と
区
長
代
理
は
、
一
般
区
民
が
選
出
す
る
の
で
な
く
、

村
会
で
選
挙
さ
れ
た
。
大
正
三
年
正
月
の
議
会
で
は
、
ま
ず
久
保
区
長
と
区
長
代

理
が
次
の
よ
う
に
選
挙
さ
れ
、
以
下
各
区
の
選
挙
が
行
な
わ
れ
た
。

議
長

是
よ
り
久
保
区
長
の
選
挙
を
行
う
旨
を
告
げ
用
紙
を
配
る

投
票
総
数
　
　
七
票

区
長
　
　
　
　
堀
　
　
貞
雄
　
　
七
票
　
当
選

区
長
代
理
　
　
馬
場
田
子
之
助
　
七
票
　
当
選

以
下

各
区
長
選

挙
略

（
役
場
文
書
）

な

お

、

こ

の
大

正

三
年

か

ら

一

五
年

を
経

た
昭

和

三
年

に

も
、

全

く

同

様

な

「
行

政
区

設

置

」

が
議

決

さ

れ

て

い

る

。
目

的

は

全

く
同

じ
で

あ

る

が
、

区

長

と

区

長

代

理

の

選

挙

が

な

く

な

り
、

村

長

の

推
薦

に

よ

り
村

会

が

き

め

る

こ

と
に

な

っ

て

い
る

だ

け

で

あ

る

。

こ

こ

で

も

ま

だ
区

長

は
区

民

が
選

ぶ
形

と

は

な

っ

て

い

な

か

っ
た

。

次

の

「
議

案

三

三

号

」

は

そ

の
詳

細

で

あ

る

。

議
案
第
三
三
号

南
箕
輪
村
行

政
区
設
置
並
ビ
ニ
区
長

及
ビ
其
ノ
代

理
者
二
関

ス
ル
規
程

第
一
条
　

本
村
（

処
務
便
宣
ノ
為
メ
左
ノ
通
り
区
ヲ
画

シ
各
区

二
区

長
及

ビ
其
ノ
代

理
者

一
人
ヲ
置
ク

久
保
　

塩
ノ
井
　

大
泉
　
北

殿
　

南
殿
　

田
畑
　

神
子
柴
　

沢

尻

第
二
条
　

区
長
及
ビ
其
ノ
代
理
者
（

本
村
公
民
中
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ヨ
リ
村
長
ノ
推
薦

二
依
り
村
会
之
ヲ
定

メ
任
期
（

１
ヵ
年
ト

ス

第
三
条
　

区
長
（

村
長
ノ
命
ヲ
受
ケ
村
長
ノ
事
務
ニ

シ
テ
区

内

二
関
ス
ル
モ
ノ
ヲ
補
助

ス

区
長
代
理
者
（

区
長
ノ
事
務
ヲ
補
助

シ
区
長
故
障
ア
ル
ト
キ
之
ヲ
代
理
ス

第
四
条
　

区
長
及

ビ
其
ノ
代
理
者
ノ
報
酬
（

本
村
給
与
規
程

二
依
り
毎
年
度
予
算
ノ
範
囲

内

二
於
テ
村
長
之
ヲ
定

ム

付
則

本
規
定
（

公
布

ノ
日

ヨ
リ
之
ヲ
施
行

ス

昭
和
三
年

七
月
十
三
日
提
出
　

同
日
決
議

南
箕
輪

村
長
　

旦

戸
伝
章
回

（
役
場
文
書
）

各

区

の
区

長

は

「
乙

第

こ
二

号

」

の
よ

う

な

告

知

書

に

よ

っ
て

区

長

と

な

っ

た

の
で

あ

る

が
、

こ

の

こ
と

は
昭

和

前

期

（
戦
前
戦
中
）

を

通

じ

て

行

な

わ

れ

た

。

例

え

ば
昭

和

一

七
年

に

も

ま

だ
区

長

は
、

議

案

第

一
号

の

よ

う
に

、

村

長

が
推

薦

し
議

会

が
認

定

し

て

い
た

の

で

あ

る

。

日加



第４節　村 の行財政・金融

乙
第
三

一
号

告
　

知
　

書区
長
　
　
　

堀
　

貞
雄

（
外

七
人
）

区
長
代

理
　
倉
田
貞
則

（
外

七
人
）

頭
書

ノ
通

り
推
薦

シ
一
月

十
四
目

ノ
村

会
二
於
テ
認
定
相
成

り
候
間

此
段
告

知
二
及

ビ

候
也

昭
和
四
年
一
月
十
五
日

南
箕
輪
村
長
　

回

堀
　

貞
雄
殿
　

外
十
四
人
宛

（
役
場
文
書
）

議
案
第
一
号
　

昭
和
十
七
年
度
南
箕
輪
村
区
長
並

二
代
理
者
薦
定
ノ
件

推
　

薦
　

書

区
長
　

赤
羽
　

忠
三
　
　

征
矢
　

真
三
　
　

清

水
　
　

謙
　
　

有
賀
　

一
衛

有
賀
　

栄
一
　
　

松

沢
憲
太
郎
　
　

高
木
　
助
松
　
　

有
賀
　

芳

蔵

区
長
代
理
者
（
略
）

町
村
制
第
六
八
条
ノ
規
定

二
依
り
前
記
ノ
者
ヲ
昭
和
十
七
年
度
区
長
並
ビ
ニ
区
長
代
理

者

二
推
薦
ス

昭
和
十
七
年
一
月
十
日

提
出
　
同
日
議

決
ス

上
伊

那
南
箕
輪

村
長
　

倉
田
友

幸
　
回

３
　

米

騒
動

と

関

東

大

震

災

田
　

米
　

騒
　

動

大

正

七
年

の
米

価

暴

騰

に

よ

る
本

村

と

し

て

の
対

策

は
次

の

よ

う
で

あ

っ

た

。

そ

の
財

源

に

は

三

種
類

あ

っ

た

。

一
、

金
一

六
〇
円
　
　
　
　
　

御
下
賜
金

一
、
金
二
四
三
円
二
〇
銭
　
　

中
央
及

び
県
内
寄
附

の
分
配
金

一
、
金
四
○
○
円
　
　
　
　
　

長
田
国
吉
氏
寄
附
金

困

窮

者

の
救

済

策

は
米

の
代

金

の
補

助

と

し

て

、

役

場

で

米

券

二

升

、

二

升

、
三
升
）
を
発
行
し
、
こ
れ
を
困

窮
者
に
配

布
す
る
。
米

券
を
も
っ
て
い
け
ば

二
割
引

き
で
買
え
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。
な
お
、
米
価
の
調
節
を
は
か
る
た

め
、
外
米

一
〇
〇

袋
を
購

入
し
て
村
内
希
望
者
に
分
配

し
た
。
こ
れ
は
廉
売
中

止

に
よ
っ
て
剰

余
金
二
五
〇
円

余
が
出
た
の
で
、
郵

便
貯
金
と
し
て
本
村

救
済
施
設

積

立
金
規
定
を
制
定
し
て
保
管

し
た
。

②
　

関
東
大
震
災
と
村

第
一

次
世
界
大
戦

後
の
世
界

は
、
大
正

九
年
以
降
不
景
気
に
見
舞

わ
れ
た
。
日

本

は
大
戦
中

の
ブ
ー
ム
の
反
動

で
、
不
景
気

は
と
く
に
激

し
か
っ
た
。
好
景
気

の

な

か
で
設

立
さ
れ
た
多

く
の
会
社

は
倒

産
し
、
失
業
者
も
増
加
し

た
。
戦

後
、
欧

米
諸
国

は
輸
出
力

を
回
復
し

て
き
た
の
で
日
本

の
輸
出

は
不
振
と
な
り
、
大
戦
中

に
蓄
え

た
金
や
外
貨
も
減
少
し

て
い
く
一
方
で
あ

っ
た
。

こ

の
最
中
に
関
東
大
震
災

が
発
生
し

た
の
で

あ
る
。
大
正

二
一
年
九
月
一
日
、

東
京
・
横
浜
を
中
心
と
す

る
関
東
地
方
一
帯

を
お
そ

っ
た
大
地
震
と
、
そ

の
後
に

発
生
し

た
大
火

の
た
め
に
、
京
浜
地
方

の
中
心
部
は
壊
滅
に
近

い
大
損
害
を
こ
う

む

っ
た
。
死
者
行
方
不

明
一
四
万
人
、
全
壊
・
焼
失
家
屋
六
二
万
戸
、
総
被
害
額

一
〇
〇
億
円
（
当
時
の
国
家
予
算
は
二
〇
億
円
）
と
い
う
大

被
害
で
あ
っ
た
。

本
村
で
は
九
月
一
日
震
災
救
助

に
の
り

だ

し

た
。
「
赤
誠
」
を
も
っ
て
避
難
民

の
救
助

に
の
り

だ
し
た
。
北

殿
駅
で
在
郷
軍

人
会
や
農
会
と
連
絡
し
て
避
難
民

の

義
損
を
集
め
被
災
地
へ
送
っ
た
。

九
月
コ

ー日
発
送
の
分

○
　
食
糧
品
　
二
二
樽
（
四
斗
樽
）

Ｏ
　
衣
類
雑
品
　
七
三
四
点

Ｏ
　

金
一
一
九
円
七
〇
銭

九
月

コ

ー日
罹
災
民
救
助
の
た
め
有
賀
源
吉
氏
を
東
京
へ
派
遣

一
〇
月
二
三
日
発
送
分

○
　
真
綿
、
被
服
等
　
琉
球
包
二
個

621



第6 章 村 の 発 展

Ｏ
　
金
五
六
円
三
〇
銭

（
役
場
文
言

な
お
、
本
村
へ
の
避
難
者
は
、
縁
故
を
た
よ

っ
て
各
区
に
あ

っ
た
。
学
校
に
も

一
時
入
学
す

る
児
童

が
相
当
数

あ
っ
た
。

東
京
府
よ
り

の
避
難
者
は
男
二
四
人
、
女
二
六
人
、
計
五
〇
大
で
、
神
奈
川
県

よ
り

の
避
難
者

は
男
三
人
、
女
六
人
計
九
人
で
あ

っ
た

。

４
　

教

育
条
件
の
整
備

巾

就

学

督

励

ま
ず
、
就
学
と
出
席

の
督
励
に
力
を

い
れ
て

い
る
。
村
長
・
助
役
・
学
務
委
員

が
各
部
落
に
出
張
し
、
児
童
や
保
護
者
に
対
し

て
極
力
督
励

を
す
る
が
、
保
護
者

の
中
に

は
義
務
教
育

の
大
切

な
こ
と

を
自
覚
せ

ず
、

目

前

の
利

欲
（
児
童
を
労
働

に
使
う
）
に

ば

か

り
走

っ
て
い
る
も

の
が
多

く
、
村
長
や
学
校
職
員

の
熱
心
な
努

力

も
効

を
奏

さ
な
い
。
明
治
四
五
年
（
大
正
元
年
）
七
月

一

七

日
、

郡
視
学
等

の

出
張

を
求

め
、
欠
席
者

の
保
護
者

を
呼

び
出
し

て
注
意

を
与
え
請
書

を
と

っ
た
。

そ
の
年

の
本
村

の
出
席
率

は
郡
下
三
三
校
中
二

九
位
前

後
で
、
下

か
ら
二

圭

二

位

と
い
う
不
成
績
で

あ
っ
た
。
例
え

ば

コ

ー月

は
次

の
よ
う
で

あ
っ
た
。

尋
常
科
　
　
男
九
三

二
（
五
％
　
女
八
三
・
四
八
％
　
郡
下
二
九
位

高
等
科
　
　
男
八
五
・
八
五
％
　
女
九
八
・
一
四
％
　
郡
下
二
九
位

本
村
で

は
校
舎

の
建
築
も

ぼ
ぼ
完
備
し
、
貧
窮
者
に
は
学
齢
児
童
保
護
会

の
組

織
か

お
り
多
少

の
手
当
も
出
し

て
い
る
、
雨
雪

の
際

の
用
意

と
し

て
雨
具
（
着
ゴ

ザ
）
も
備

え

て
貸
し
出
し

て
い
る
。
そ

れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
郡
下
他
町
村
に
比
し

て
欠
席
児
童

の
多
大

な
の
は
残

念
で

あ
り
、
将
来
国
家

の
た
め
に
も
憂

う
べ
き
だ

と
し
て
、
関
係
者

が
一
致
協
力

し
て
欠
席
児

童
の
数

を
減
ら
そ
う
と
し
た
。

こ
の
村
長
や
校
長

を
け
じ
め
と
す
る
努
力

は
実

っ
て
、
大
正
三
年
に

は
早

く
も

郡
下
第
三
位
（
尋
常
科
）
、
第

九
位
（
高
等
科
）
と
な

っ

た
。

そ
の
か
げ
に

は
学
務

委
員

会
が
時

々
学
校
や
役
場

で
開

か
れ
、
欠
席
児

童
督
励
に
当

た
り
、

各
部
落
に

も
出

か
け
る
と

い
う
熱
心
さ
が
あ

っ
た
。

以

後
一
進
一
退
は
あ

っ
た
が
大
正
末
期
に
は
就
学
率
督
励
と

い
う
こ
と
ぼ
け
な

く
な
り
、
例
え
ば
大
正
一
五
年
に
は
次
の
よ
う
に
な

っ
て

い
る
。

不
就
学
児
童
数
　
　
貧
困
に
よ
る
就
学
免
除
　
男
子
一
人

病
気
に
よ
る
就
学
免
除
　
女
子
一
人

㈲
　

委
託
児
童
の
適
正
化

沢
尻
区

の
児
童

が
、
伊
那
小
学
校
へ

の
委
託
児
童
と
な

っ
た
の
は
、
明
治
一
一

年

の
四
月

か
ら
で

あ
っ
た
。
村

の
議
事
報
告
に
よ

る
と
、
次
表

の
よ
う
に
大
正
八

表
６
－
1
0
　

大
正

後
期
の
委
託
児
数

大
正

μ　 μ　 μ　 μ　 μ　 μ　 μ

八

年

九

が

一
〇

が

一

一

″

コ

ー
″

一

一

一一

//

一
四

μ

一

五

μ

一
七
人

三

一
人

二
八
人

二
〇
入

二
七
人

二
九
人

二
七
人

二
二
人

年
か
ら
委
託
児
童
数
が
記
さ
て
い
る
。
昭
和

七
年
に
な
っ
て
、
委
託
料
が
急
に
倍
額
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
年
伊
那
町
か
ら
委
託
拒
絶

の
通
知
が
沢
尻
の
児
童
保
護
者
に
対
し
て
出

さ
れ
た
。
前
後
処
置
を
協
議
し
、
伊
那
町
と

折
衝
し
て
従
来
の
委
託
料
二
〇
〇
円
を
四
〇

〇
円
に
増
額
し
て
、
従
来
ど
お
り
委
託
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
毎

年
の
議
事
報
告
に
は
沢
尻
の
全
員
が
無
事
全
員
委
託
で
き
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て

い
る
。

委
託
料
は
そ
の
後
（
昭
和
二
八
年
）
一
定
の
方
式
に
よ
っ
て
ト
ラ
ブ
ル
の
な
い

よ
う
に
適
正
化
さ
れ
お
ち
つ
い
て
い
る
。

５
　
そ
の
他
の
村
政

ｍ
　

「
村
誌
」
編
纂
の
試
み

大
正
六
年
度
の
予
算
書
に
は
「
村
誌
調
査
費
」
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
委
員
手

当
一
五
円
で
、
一
日
三
〇
銭
の
日
当
で
あ
る
。
ど
の
程
度
の
研
究
調
査
が
な
さ
れ

た
か
、
不
詳
で
あ
る
が
、
大
正
時
代
に
も
村
の
由
来
を
調
査
し
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。
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南

箕

輪

村

の

「
村

誌
」

は
明

治

九
年

三

月

三
〇

日
付

け

で
上

申

し

た

も

の
か

お

り
、

四

月

五

日

付

で

筑

摩

県

参

事

が
朱

書

を
加

え

て
、

な

お

調
査

に

遺

漏

な

く

す

る

よ

う
返

送

し

た

も

の

が

あ

る

。

但
し
訂
正

の
上

は
剖
冽

（
木
版

ず
リ
）
に
付
し
居
村

の
栄
誉
を
掲
ぐ

る
儀
に

つ
き
遺
漏

な

く
調
査
届

け
出

ず
る
こ
と

。

明
治

九
年
四
月
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

筑
摩
県
参
事
　

高
木
惟
矩
回

（
旧
村
詰
）

こ

の
と

き

訂

正

し

て

届

け

出

た

「
村

誌

」

は

『
長

野

県

町

村

誌

』

に

登

載

さ

れ

、

そ

の

で

き

ば

え

は

近

隣

町

村

の

な

か

で

、

一

段

と

光

っ
て

い
る

と

い
わ

れ

て

い
る

、

こ

の
明

治

九
年

の
村

誌

は

一

応
完

成

し

て

い

る

が
、

先

に
記

し

た
大

正

の
村

誌

は
日

の
目

を

み

る

こ

と

が

な

か

っ

た

。
大

正

六
年

に

七

五
〇

〇

円

の
予

算

が
翌

年

は
三

九
〇

〇

円

に

減
額

さ

れ
、

以

後
予

算

が
見

当

た

ら
な

い

。

ま

た

そ

の
時

の
資

料

の
片

々

も
見

当

た

ら

な

い

。

②
　

役
場

庁

舎

の

改

築

計

画

役

場

庁

舎

は
明

治

三

五

年

の
建

造

で

事

務

の
増

加

に

伴

い
、

狭

く
な

り

執

務

上

の
不

便

が
少

な

か

ら

ず

あ

っ

た

。
そ

こ

で

大

正

二
二
年

宿

直

室

を
増

築

し

、

事

務

室

の
外

面

に

土

間

の
廊
下

を

設

け

て

村

民

の
便

を

は

か

っ
た

。
そ

の
前

年

小

学

校

建

築

の
落

成

式

を

コ

ー月

一
〇

日

に

挙

行

し

た

ば

か
り

で

多

大

の
費

用

を

要

し

た

後

で

は

あ

っ
た

が

、

大

正

コ

二
年

一

一

月

コ

ー日

「

役

場

庁

舎

改

築

資

金

積

立

規

程

」

を

設

け

、

庁

舎

改

築

の

た

め

毎

年

金

五

〇

〇
円

を
積

立

て

る

こ

と

に

し

た

。

③
　

第

一
回

国

勢

調

査

大

正

九
年

、

は

じ

め

て
国

勢

調

査

が
行

な

わ

れ

る

こ

を
に

な

っ

た

。
我

国

は

じ

め

て

の
事

業

だ

っ

た

の

で

そ

の
趣

旨

の
理

解

は
容

易

で

な

か

っ

た

。
役

場

全
員

が

日

夜

各

区

に

出

張

し

、

巡

回

し

て
説

明

を
し

申

告

の
正

確

な

こ
と

に

努

め

た

。

本

村

で

は
調

査

区

を

コ

ー区

に

区

画

し

、

一
区

一
名

の
調

査

員

と

三

名

の
予

備

調
査
員

を
置

音
、
調
査
員

の
研
究
会

を
数
回
開

き
研
究
に
研
究
を
重
ね
、
八
月
二

〇
日
に
予
備
調
査
を
行

な
っ
た

。
こ
の
予
備
調
査
に
よ

っ
て
欠
点
の
研

究
を
し
て

万
善
の
策
を
ね

っ
た

。

一
〇
月
一
日
午
前
○
時
現
在
を
も

っ
て
、
役
場
吏
員
と
調
査
員
が
協
力
し
て
国

勢
調
査
に
従
事
し
た
。
其
の
結
果
は
極
め
て
良
好
で
、
左
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

世
帯
数
　
　
　
　
七
五
八

男
　
　
　
　
　一
九
三
九

女
　
　
　
　

二
〇
八
七

計
　
　
　
　
四
〇
二
六

県
勢

調
査

は
国
勢

調
査

の
申
告
書

を
材
料
に
し

て
作
成
し

た
。

㈲
　

土
地
賃
貸
価
格
制
の
発
足

大
正

一
五
年
三
月
三
〇
日
法
律
第
四
五
号
に
よ
り
、
土
地

の
賃
貸
価
格
調
査

を

は
し

め
た
。
こ

れ
は
明
治
初
期

の
地
租
改
正
以
来

の
大
事
業
で

あ
っ
た
が
約
二

か

年

の
短
期
間

を
以

て
こ

の
大
事
業

を
完
成
す

る
計
画
を

た
て
た

。
そ
の
一
〇
月
一

日
に
伊
那
税
務
署
長
は
赤
羽
程
助
以
下

一
五
名
の
事
務
嘱
託
員
を
嘱
託
し
、
土
地

の
一
筆
ご
と
等
位
を
調
査
し
た
。
そ
し
て
同

年

コ

ー月
一
八
日
に
は
、
本
村

の
土

地
の
編
級
調
査
は
久
保
か
ら
沢
尻
ま
で
全
部
終

了
し
た
。
こ
う
し
て
「

地
価
」
は

「

賃
貸
価
格
」
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
賃

貸
価
格
制

に
よ
る
謀
税

は
、

大

正

一

七
年

度
（
昭
和
三
年
）
よ
り
実
施

さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

㈲
　

里

道
・
作
場
道
の
村
道
編
入

大
正

九
年
三
月
、
道
路
法
施
行
細
則
が
制
定
さ

れ
、
従

来

の
「
里
道
」
「
作
場

道
」
が
全
部
「
村
道
」
に
編
入
さ
れ

た
。
そ
し
て
一
層
、
道
路
愛
護
改
修
に

つ
と

め
る
こ
と
と
な

っ
た
。

匈
　

昭
和
前
期
の
村
政

１
　

昭
和
恐
慌
と
村
政
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300 万円

200万 円
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／
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／
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／ｆ

箱

口､、

価

→
隔

収
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30{}0

メ

120　30 円

100
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60

50

2000
メ

80　20 円

60
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メ40　jO 円

40

30

20

20

万 円メ

10

百 石

昭

六

昭

五

昭

四

昭

三

昭

二

昭 和初期の 収繭量 一価額の推移（南箕輪村）

I昭和２年 は大 霜害 ・秋蚕違 蚕の年

昭和３年 は夏秋蚕違蚕 の年　　　

ｊ

､昭和４年は世界大恐 慌の年

図6-11米の収穫高・価額と石当 り米 価の推移

(南箕輪村)

(昭和４年以降 …西天 開田盛ん

昭和４年 〃　 世 界恐慌　　)

図6-12

田
　

村
の
昭
和
恐
慌

本

村
に
お
け
る
昭

和
恐
慌
の
実
態

を
、
養
蚕
業

か
ら
み
る
と
図
６
１
‥
1
1
1
1

の
よ
う

に
、
昭

和
四
年
以

降
収
繭
量
は
漸
増
し
て

い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
繭
に
よ
る
村

民

の
収

入

は

激

減

し

て

い
る

。

大

霜

害

や

違
蚕

に

よ

る

昭

和

二
二

二
年

の

収

入

よ

り

も

、

昭

和

五

～

六

年

は

労

多

く

し

て

む

く

い
ら

れ

な

か

っ
た

。

ま

た

、

米

作

の
側

か

ら

み

る

と

、

図
6
1
1
2

の

よ

う

に

、

西
天

竜

に

よ

る

開
田

の
結

果

、

収

穫

高

は

激

増

し

て

い
る

の
に

、

農

家

の
収

入

は

激

減

し

て

い
る

。

そ

れ

は
同

図

の
石

当

た

り

米

価

の
図

に

よ

っ
て

も

歴

然

と

し

て

い
る

。

こ

の
世

界

恐

慌

に

よ

る

不

況

の
打

開

策

は

、

い
ず

れ

も

焼

け

石

に

水

の
よ

う

な

も

の
で

あ

る
が

、

以

下

の
よ

う

で

あ

っ
た

。

㈲
　

報

酬

給

料

の

寄

附

地

方

財

政

整

理

緊

縮

二
関

ス
ル

件

依

命

通

牒

が

、

す

で

に

昭

和

四

年

八

月

一

ロ
マ

付

け

で

だ
さ

れ

て

い
る

。

そ

れ

に

よ

る

と

整

理

緊

縮

の
実

効

を

あ

げ

る

よ

う

一

二

項

目

が

示

さ

れ
て

い
る

。

そ

の
中

に

は

、

例

え

ば

庁

舎

・

学

校

等

の

増

築

改

築

は

た

え

う

る
限

り

見

合

わ
せ

る

こ

と

、

人

件

費

の
初

任

給

や

増

俸

の
時

期

な

ど

を

節

約

を

は

か

る

よ
う

に

す

る
こ

と

、

出

張

旅

費

や

視

察

費

の
支

出

を

お

さ

え

る

こ

と

、

当

初

予

算

で

年

度

内

所

要

経

費

を

ま

か
な

い
追

加

予

算

に

計

上

す

る

が

ご

と

き

こ

と

の
な

い
よ

う

に

す

る
こ

と

、

な

ど
が

示

さ

れ
て

い
る

。

昭

和

五

年

七
月

一

八

日

に

は

、
「

時

局

二
対

ス

ル
指

示

」

が

だ
さ

れ

た

。

農

家

治

産

の
要

道

は

「
量

入

制

出

」
（
入

ル
ヲ
量
リ
テ
出

ル
ヲ
制

ス
）
の
厳

守

に

あ

る
と

し

て
次

の

よ

う
に

の

べ

て

い

る

。

農
家
治
産

ノ
要
道
（

『
量
入
制
出
』
ノ
消
極
的
経
済
ヲ
厳
守

ス
ル
ニ
ア
リ
　

此
ノ
不
況
時

二
際

ビ
ア（

自
給
自
足
ノ
生
活
方
法
ヲ
講
ジ
、
消
費
ヲ
節
約

シ
失
費
ヲ
防
止

ス
ル
ト
共

二

此
ノ
際
益

々
産
業
ノ
合
理
化

二
意
ヲ
注
ギ
…
…
…
消
費
ノ
節
約

二
就
イ
テ
（

昨
年
申

シ
合

ワ

セ
ヲ
ナ

シ
タ
ル
生
活
改
善
実
行
申
合
事
項
ヲ
厳
守

ス
ル
ト
共

二
産
業

ノ
合
理
化

二
就
イ

テ
（

別
記
産
業
改
善
事
項
ノ
励
行

ヲ
ナ
シ
以

テ
其
ノ
目
的

ヲ
達

ス
ル
コ
ト
ニ
勉
メ
ラ

レ
ン

事
ヲ
希
望

ス

（
役
場
文
書
）

以

上

は
物

質

的

方

面

で

あ

る
が

、

精

神

的

方

面

と

し

て

さ

ら

に

次

の
よ

う
な

指
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示

が

な

さ

れ

て

い

る

。

最
近

ノ
不
況

二
際
シ
著

シ
キ
精
神
的
ノ
刺
激
ヲ
蒙
り
神
経
過
敏

二
陥
ル
ノ
傾

向
ヲ
有
ス
ル

時
　

動
モ
ス
レ
バ
軽
挙
妄
動

二
流
レ
思
想
悪
化

二
傾

キ
易
ク
…
…
…
ふ「
回
ノ
不
況
（

元
ヨ

リ
生
活

二
脅

威
ヲ
与

ウ
ル
甚
シ
キ
モ
ノ
ア
リ
ト
雖
モ
先

年
関

東
震
災
当
時
ノ
事
情
卜
（

自

ラ
其

ノ
撰
ヲ
異

ニ
シ
比
較
ス
ベ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
…
…
…
依

ツ
テ
此
ノ
時
局

二
処
シ
テ
（

深
甚

ノ
注
意

ヲ
払

イ
厳

二
人
心
ノ
荒

怠
軽

挙
危
激
ナ
ル
思

想
行
動

ヲ
互

二
相
戒
メ
堅
忍
持

久
自

治
ノ
発

達

二
努
メ
慎

重
ナ
ル
態

度
ヲ
以

テ
此
ノ
不
況

二
処
ス
ル
コ
ト
此
際
最

モ
必
要

ナ
リ

ト
信

ズ

（
役
場
文

書
）

そ
し

て
、

村

税

の
軽

減

を
図

っ

た

が
、

そ

の

後
繭

価

が
暴

落

し

て

、

ま

す

ま

す

不

況

の
度

を
加

え

た

。
村

は

断

固

た

る
財

政

上

の

緊

縮

手
段

を

と

っ

て

、

こ

の

急

に

応

じ
、

負

担

の

軽

減

を

は

か

り

人

心

の

融

和

を

は

か

ろ

う

と

し

て

い
る

か

ら

、

其

の
趣

旨

の

徹

底

を
期

す

る

た

め

、

各
区

で

小

組

合

ご

と

に

臨

時

会

を

開

い
て

一

般

に

諒

知

せ

し

め

ら

れ

た

い
。

此

の

際
第

一
に

村

税

の

完

納

に

努

め

ら

れ

ん

こ

と

を

望

む

と

し

て

い

る

。

そ

し

て
時

局

対

策

と

し

て

、
財

政

計

画

で

は

ほ

か

に

余

地

が

な

い
の

で

、

人
件

費

の

削

減

を

次

の

よ

う

に

き

め

て

い
る

。

時

局
対

策

一
、
…
…
略
…
…

二
、
役
場

吏
員

報
酬
給
料
減
額
寄
附

ノ
件
　

但

シ
ハ

月
ヨ
リ
実
施

１
　

村

長
報
酬
　
　
　

五
割
減
額
　

此
ノ
金
一
七
二
円

２
　

助

役
報
酬
　
　
　

三
割
減
額
　

此
ノ
金
一
〇
〇
円

八
〇
銭

３
　
収

入
役
給
料
　
　

二
割
減
額
　

此
ノ
金
　

六
七
円

二
〇

銭

４
　
有

給
吏
員

給
料
　

一
割
減
額
　

此
ノ
金
一
六
〇
円

５
　
使
丁

給
料
　
　
　

六
分
六
厘
強
減
額
此
ノ
金

二
（

円

三
、
費
用
弁
償
並
ビ
ニ
旅
費
緊

縮
ノ
件
　

（
略
）

四
、
役
場
吏
員
及
ビ
小
学
校
教
員
使
丁

年
末
賞
与
全
廃
ノ
件
　

（
略
）

五
、
小
学
校
教
員
住
宅
料
支
給
停
止
ノ
件
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（

″
）

（
役
場
文

書
）

こ

の

よ

う

に

し

て
細

大

も

ら

さ

ず
、

村

長

か

ら
使

丁

ま

で

の

あ

ら

ゆ

る

減
額

に

よ

り

総
額

二

六

五

五
円

を

う

み

だ

し

た

。

こ

れ

は
当

初

予

算

で

九

回

九
円

を

減
額

し

た

あ

と

、

途
中

か

ら

の

減
額

で

あ

る

か

ら
大

変

な
額

で

あ

っ
た

。

そ

の

う

え
、

村

税

の

徴

収
期

を

変

更

し

て

、

二
期

に

納

め

た

の

を
四

期

に

納

め

る

よ

う

に

し

た

。な

お

、
第

二

一
番

目

に

産
業

の
改

善

に
関

す

る

農

会

の

活
動

と
負

担

の
軽

減

も

し

て

い
る

。

コ

ー、
村

農
会
経

費
節
約

負
担
軽
減
ノ
件

○
村

農
会
長
報
酬

全
額
　
　
　
　
　

三
六
円
寄
附

○
副

会
長
報

酬
全
額
　
　
　
　
　
　

三
六
円
寄
附

○
農
会
技
術
員
給
料
二
割
減
額
　

一
〇
四
円
寄
附

○
其
ノ
他
ノ
緊

縮
　
　
　
　
　
　

コ

ー四
円

計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
〇
〇
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。－
、

戸
数
割
一
戸
当
タ
リ
ニ
○
銭
ヲ

ー
○
銭
二
減
額

地
租
割
地
租
一
円

二
付
キ
ニ
三
銭
ヲ

ー
ハ

銭

二
減
額

（
役
場

文
書
）

こ

の

よ

う

に

し

て

、

各

農

家

の

農

会

費

の

負

担

を

軽

減

し

、

昨
年

申

し
合

わ

せ

た

生

活

改

善

事
項

は

こ

の

際
励

行

厳

守

す

る

こ

と

に

よ

っ

て
、

こ

の
不

況

を

た

え

よ

う

と

し

た

。

わ

け

て

も
中

元

の

贈

答

を

省

き

、

節
酒

禁
酒

禁

煙

を
励

行

す

る

こ

と

を

求

め

た

。

こ

の
不

況

は
昭

和

六

年

か
ら

七

年

へ
と

続

き

、

こ

の

時

の

対

策

の

一
　
つ

と

し

て

、

村

長

が

村

長

に

あ

て

だ
寄

附

採

納

願

が

残

っ
て

い
る

。

寄
附
採
納
額

金
弐
百
五
拾
八
円
一

銭
　
　

但
し
昭
和
六
年
四
月
よ
り
昭
和
七
年
三
月
迄
毎
月
二
十
一
円

五
十
銭
寄
附

右
ノ
金
額
本
村
村
費
負
担
軽
減
ノ
資
ト

シ
テ
村
費
中
へ
寄
附
致

シ
度

ク
候
問
御
採
納
下

サ
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レ
度

ク
此
ノ
段
御
願
イ

ニ
及

ビ
候
也

昭
和
六
年
三
月
　

日

南
箕
輪
村
　

清

水
　
　

磐
⑩

南
箕

輪
村
長
　

清
水
　
　

磐
殿

こ

れ

は

単

に
村

長

だ

け

で

は

な

く

、
助

役
以

下

役

揚

の
吏

員

全
員

一

五

人
、

ほ

か

に
村

会
議

昌
二

一

人
、

計

二

六

人

に

感
謝

状

が
村

長

名

で

だ

さ

れ

て

い

る

。
感

謝

状

に

は

金
額

を

記

し

、

右

金
額
本
村
費
中

二
寄
附
相
成

り
候
段
、
感
謝
ノ
至
リ

ニ
堪

エ
ズ
　
経
済
界
未
曽
有
ノ
不

況
時

二
際

シ
本
村
費
軽
減
ノ
上

二
資

ス
ル
所
多
大
ナ

ル
ヲ
信

ズ
　
茲

二
謹

ン
デ
感
謝
ノ
意

ヲ
表

ス昭
和
六
年
五
月
三
十
一
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

南
箕
輪
村
長
　

清
水
　

磐

（
役
湯
文
書
）

と

感

謝

の
意

を

の

べ

て

い
る

。

③
　

農

家

経

営

改

善

策

こ

れ

ら

の

節
約

、

削

減

の
実

施

だ

け

で

は
、

ど

う

に

も

な

ら

な

い

。

昭
和

五
年

七
月

一

七

日

に
、

各

農

家

の
経

営

改

善

策

を
次

の

よ

う
に

示

し

て

い

る

。

と

い

っ

て
も

方

策

は

た

だ
複

式

経

営

化

に

よ

っ

て
自

給

自

足

を
高

め

る

こ
と

し

か

な

い

。

し

か
し

そ

こ
に

深

刻

な

不

況

を
思

わ
せ

る
も

の
が

あ

る

。

農
村

の
現
状
に
鑑
み
農
家
経
営
改
善
策

一
、
養
蚕
偏
重

の
弊
を
改
め
農
家
粗
収
入
を
多
面
に
求
む
る
こ
と

二
、
一
層

経
営
を
改
善
し
自
給
自
足
主
義
経

済
に
立
脚

す
る
こ
と

三
、
自

家
労

働
能
率
の
増

進
に
努
め
自

家
労

力
の
範
囲

を
以
て

農
業
経
営

の
基
礎

た
ら

し

む
る
こ

と

四
、
複
式
経
営
化
を
図
り
労
力

の
分
配
を
平
均
す

る
こ
と

五
、
収
支
を
明
ら

か
に
な
し
以
て
自
家
経
済

の
基
礎
を
確
立
し
冗

費
を
節
す

る
と
共
に
収

入

の
途
を
積
極
的
に
講
ず

る
こ
と

実
行
具
体
策

１
　

荒
廃
桑
園
を
整
理
し
農
作
物
を
栽
培
す

る
こ
と

２
　

桑
園
、
水
田
に

は
左
記

の
作
物
を
間
作
す

る
こ
と

イ
、
緑
肥
栽
培
を
し
て
金
肥
を
節
約
す
る
こ
と

口
、
大
小
麦
・
大
豆
・
ぎ
が
・
粟
・
釘
菜
・
其
の
他
穀
類
を
間
作
し
、
自
家
用
醤
油

の
原
料
・
味
噌
豆
・
食
糧

の
補
給
・
小
家
畜

の
飼

料
た
ら
し
む
る
こ
と

３
　

家
畜
・
鶏
・
豚
・
蜜
蜂
・
山
羊
・
家
兎
等
を
飼
育

し
之

よ
り
生
ず
る
生
産
品

の
収
入

並
び
に
自

給
肥
料
の
造
成
を
計

る
こ
と

４
　

自
給
肥
料

の
造
成
を
計

る
た
め
、
緑
肥
栽
培
、
家
畜
飼
育
、
蚕
糞
、
人
糞
尿
、
木
灰

の
完

全
処

理
、
堆
肥
製
造
を

な
す
こ

と

５
　

生
産
繭

は
組
合
供
繭
を
主
と
し
余
剰

の
分

は
乾
繭
保
管
又
は
合
理
的
販
売
方
法
を
講

ず
る
こ
と

６
　

村
内

の
乾
繭
場
を
解
放
し
屑
繭
は
自
家
に
て
加
工
処
理
す
る
こ
と

右
改
善
を
指
導
し
、
実
行
方
法
の
円

滑
を
期
す
る
た
め
、
農
会
の
積
極
的
活
動

を
計
る
こ

昭
和
五
年
七
月
十
七
日

（
役
場
文
書
）

こ

れ

ら

の
不

況

対

策

を

み

て

い
る

と
、

太

平

洋
戦

争

下

の
農

村

対

策

の
実

態

と

似

て

い

る

。

㈲
　

低

利

資
金

の

貸

付

け

深

刻

な

不

況

に

対

し

て

、

県

は
低

利

資

金

に

よ

る

起

債

を

村

に

転

貸

さ

せ

る

対

策

を

と

っ
た

。

南

箕

輪

村

失

業

救

済

農

山

漁

村

臨

時

対

策

低

利

資

金

貸

付

規

程

に

よ

る

と

、

-

耕

地
拡
張
改
良

事
業

―
　
小
開
墾
　

一
団
地
五
町
歩
以
下

ノ
小
開
墾
、

２
　

水
害
復
旧
　

田
畑

ノ
水
害
復
旧

二
限
リ

３
　

小
設
備

の
改
良
新
設

４
　

暗
渠
排
水

一
反
歩
一
五
〇
円
以
内

一
反
歩
当

タ
リ
ニ
Ｏ
Ｏ

円
以
内

一
箇
所
九
〇
〇
円
以
内

一
反
歩
当

タ
リ
四
〇
〇
円

以
内
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５
　

小
用

耕
水
改

良
事
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
反

歩
当

夕
旦

二
〇
〇
円
以
内

右
耕
地
拡
張
改
良
事
業

資
金
貸
付

ケ
ヲ
受

ク
ベ
キ
者
　

十
人
以

上
連
帯
者

二
、

山
林
開

発
事
業

三
、
蚕

桑
改

良
事
業

荒

廃
桑
園
改

植
ノ
目
的

ヲ
以

テ
昭
和

六
年
春
季
以
前

二
於
テ
古
株

ノ
掘

り
起

シ
ヲ
ナ

ス
ヲ
要

ス
　

而

シ
テ
昭
和

七
年

五
月

末
日
迄

二
植
付

ケ
ヲ
フ

ス
ル
モ
ノ
（

Ｉ
段
歩
当

ク
リ
七
十
五
円
以
内
　

同

年
六
月
一
日
以

後
同
年
内

二
植
付

ケ
ヲ
フ

ス
ル
モ
ノ
（

Ｉ

反

歩
当

タ
リ
三
十
七
円

五
十
銭
以
内

右

蚕
桑
改
良
事
業

資
金
ノ
貸
付

ケ
ヲ
受

ク
ペ
キ
者
　

十
人
以
上
連
帯
者

四
、
以
下

略

（
役
場

文
書
）

こ

の

資

金

は

起

債

に

よ

っ

て

調
達

さ

れ

、
利

率

は
年

四

分

二

厘
以

内

で

あ

り
、

借

入

先

は

長

野

県

で

あ

っ
た

。

こ

れ

に

よ

っ
て

、

村

内

に

貸

し
付

け

ら

れ

た

金

は
、

次

の

よ

う

で

あ

っ

た

。

失

業
、
救
急
農
山
漁
村
臨
時
対

策
低

利
資
金

一
、
金
　

弐
万
弐
千
円
　
　

融

通
転
貸
資
金
総
額

内

訳金
参
千
五
百
円
　
　
　

耕
地
拡
張
改
良
事
業
資
金

金
五
千
六
百
円
　
　
　

蚕
桑
改
良
事
業
資
金

金
弐
千
四
百

円
　
　
　

畜

産
諸
施
設
資
金

金
壱
万
五
百
円
　
　
　

副

業
及
び
農
業
共
同
施
設
資
金

昭
和
六
年
二
月
七
日
　

提
出

審
査
会
長
　
　

清
水
　

磐
田

（
役
場
文
言
）

そ

の
他
農
村
経
済

の
難
局
に
は
、
応
急
資
金
等

の
必
要
を
認

め
養
蚕
応
急
資
金

は
勧
業
銀
行

か
ら
各
団
体
へ
金
一
万
四
八
〇
〇
円

の
融
通
を
受
け

る

こ

と

と

し

た

。

こ

の
と

き

大

芝

原

西

天

竜

開

田

地

は

保

水

力

が

乏

し

く

、

耕

作

上

困

難

を

来

し

た

の
で

、

昭

和

六

年

春

耕

土

の

上

か

ら

「

ト

ラ

ク

タ

ー

」

で

鎮

圧

し

た

と

こ

ろ

、

好

成

績

で

あ

っ

た

。

２
　

役

場

庁

舎

の

改

築

昭

和

七

年

二

月

一

三

目

、

村

長

清

水

磐

は

長

野

県

知

事

石

垣

兪

治

あ

て

に

、
役

場

庁

舎

の

改

築

の

た

め

、
村

基

本
財

産

繰

り

入

れ
使

用

の

許

可

申

請

書

（
票

請

言

を

提

出

し

て

い
る

。

そ

れ

に

よ

る

と

役

場

庁

舎

は

小

学

校

分

教

場

の

廃

舎

を

改

造

し

た

も

の
で

、

狭

隆

で

非

能

率

で

、

諸

事

に

支

障

を

来

し

て

い
る

の

で

、

こ

の
物

価
下

落

の

時

に

、

改

築

す

る

が

最

も

よ

い
機

と

考

え

て

い
る

と

の

べ

て

い

る

。

財

源

と

し

て

は

役

場

庁

舎

建

築

積

立

金

な

ら

び

に

役

揚

古

庁

舎

売

却

金

を

も

っ
て

こ

れ
に

あ

て

、

不

足

金

は

基

本

財

産

積

立
金

よ

り

繰

入

れ

使
用

し

た

い
と

い

う

許

可

の
申

請

書

を

だ
し

た

の
で

あ

る

。

村

有

林

三

〇

〇

余

町

歩

の
平

地

林

は

三

〇

年

以

上

の

立

木

地

で

あ

る

が

、

こ

の

う

ち

二

町

歩

は

四

〇

年

生

の
立

木

で

、

こ

れ
を

売

却

処

分

し

て

と

も

考

え

た

が

、

価

格
下

落

の
と

き

見

合

わ
せ

て

、

こ

の
申

請

書

に

よ

っ
て

改

築

し

た

い
と

い
う

の

で

あ

る

。

議
案
第
六
号

南
箕
輪
村
役
場
庁
舎
建
築

二
関

ス
ル
件

本
村
役
場
庁
舎
（

古
キ
建
物
ニ

シ
テ
既

二
孤
廃

シ
且
ツ
極
メ
テ
狭
嵐
ニ

シ
テ
時
代
ノ
進

運

二
伴
ワ
ズ
村
自
治
ノ
遂
行
上
支
障
ヲ
来

シ
其
ノ
発
達
ヲ
妨
グ
ル
コ
ト
甚

シ
　
依

ツ
テ

茲

二
左
記

二
依
り
之
が
改
築
ヲ
ナ

ス
モ
ノ
ト

ス

昭
和

七
年

一
月
十

六
日
　

提
出

同
日
　

議
決

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
長

清
水
　

磐
回

記

一
、
改
築
経
費

総
額
ヲ
金

八
千
円
以
内
ト

ス

627



第６章 村 の 発 展

一
、
経

費
支
弁
方
法

ト
シ
テ
（

役
場
建

築
積

立
金
ヲ
以
テ
之

二
充
テ
不

足
ノ
分
（

基
本
財

産
積
立
金
ヲ
一
時
繰
入

レ
使
用

ス
ル
モ
ノ

ト
ス

ー
、
準
備

手
続
整
イ
次
第
工

事
二
着
手

シ
現
在

ノ
位
置

二
改
築

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
　
但

シ
エ

事
着

手
ノ
予
定
（

昭
和

七
年
四
月
ト

ス

（
役
場
文
書
）

図　 面　 平　 上　 階

昭
和
七
年
二
月
に
は
総
経
費
が
「
金
八
千
六
百
四
拾
六
円
」
と
変
更
し
て
議
決

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
理
由
は
増
工
事
に
あ
り
、
間
口
六
間
を
七
間
に
し
た
こ
と
、

外
部
の
下
見
板
に
ペ
ン
キ
を
ぬ
っ
た
こ
と
、
電
燈
を
増
設
し
た
こ
と
、
階
段
下
物

薇
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
と
し
た
こ
と
、
窓
掛
を
新
設
し
た
こ
と
、
矩
燧
を
三
か

所
こ
し
ら
え
た
こ
と
、
金
庫
台
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
し
た
こ
と
な
ど
が
そ
の
理
由

と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
年
八
月
、
繭
価
が
騰
貴
し
材
木
値
段
も
急
騰
し
た
の

図6-13　 議事室のできた役場庁舎と平面図

で
、
村
有
林
の
一
部
立
木
で
ま
か
な
う
っ
も
り
だ
っ
た
が
、

景
気
は
一
時
的
の
も
の
で
木
材
価
格
も
下
落
し
売
却
が
不
利

と
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
の
べ
て
い
る
こ
と
は
先
述
申
請
書
の

と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
平
地
林
は
す
で
に
輪
伐
の
開

始
時
期
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
基
本
金
を
繰
入
れ
使
用
し
て

も
、
村
財
政
は
微
動
だ
も
し
な
い
と
の
べ
、
こ
の
平
地
林
の

ほ
か
に
な
お
四
〇
〇
余
町
歩
の
村
有
林
が
あ
り
、
村
の
将
来

は
大
い
に
意
を
強
く
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
も
述

べ
て

い

な
お
、
こ
の
と
き
庁
舎
敷
地
と
し
て
三
六
坪
九
合
の
土
地

を
借
り
た
記
録
か
ら
み
る
と
、
敷
地
を
拡
張
し
た
も
の
と
み

え
る
。

３
　
村
有
林
施
業
基
案

本
村
に
と
っ
て
林
政
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、
昭
和
前
期

を
通
じ
て
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

ま
ず
、
村
設
苗
圃
が
営
ま
れ
、
こ
こ
で
苗
木
を
育
て
て
植

栽
す
る
こ
と
が
続
け
ら
れ
た
。
「
事
務
報
告
」
に
よ
る
と
大
正
一
一
年
か
ら
は
じ

ま
り
毎
年
一
～
二
反
歩
の
苗
木
が
養
成
さ
れ
、
そ
の
苗
木
と
県
設
苗
圃
の
苗
木
を

加
え
て
多
く
の
植
栽
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

G 認
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昭

和

九

年

に

な

っ
て

、

村

の

林

政

に

と

っ
て

鏝

大

の

収

穫

は

「

村

有

林

施

業

基

案

」

が

が

で

き

た

こ

と

で

あ

る

。

こ

れ

は

そ

の

後

の

林

政

の

方

向

づ

け

を

す

る

も

の

で

あ

っ
た

。

村

有
林

施
業

基
案

本
村

の
村
有
林

は

コ

ーＯ
Ｏ

余
町
歩

あ
り
、
こ
れ
が
連
年

生
長
量

は
毎
年

一
万
二
〇
〇

○
石

（
一
町
歩
当

た
り

Ｉ
〇
石

と
み

る
）

と
な
り
、
年
収

六
〇
〇
〇
余
円

（
一
石
当

た
り

五
〇
銭

と
み

る
）

と
な
る
。
施
業
案

は
森
林

を
正
常

な
状
態
に
導

き
毎
年
こ

の
収
入
額
に

相
当
す

る
材
積
を
得

よ
う

と
す

る
も

の
で
あ

る
。
す

な
わ
ち
利
用
を
永
遠
に
保
続
し
そ

の

収
入
額
を
適
正
に

か
っ
永
久
保
続
す

る
営
林
を
し
よ
う
と
す

る
も

の
で
あ

る
。
す
で
に
大

正

八
年
三
月
県
会
で
公
有
林
野
造
林
奨
励
金
交
付
規
程
や
荒
廃
地
復
旧
奨
励
金
交
付
規
程

で
も
、
昭
和
二
年
一
月

の
内
訓
第
一
号

の
公
有
林
野
整
理
並
ピ
ニ
管
理
処
分
取
扱

方
針
で

も
、
共
有
林

の
造
林
営
林

の
方
針
は
示
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
広
大
な
村
有
林
の
適
正
な
営
林
に
よ
っ
て
、
将
来
永
久
に
毎
年
一
定
額
の

収
入

を
得

よ
う
と
し
て

、
本
村
に

も
施
業

基
案

が
作
成

さ
れ
た
。
こ

れ
は
県

の
農
林
技
師

で
あ
る
倉
石
貞

三
に
よ
っ
て
編
成

さ
れ
、
そ
れ
に
従

っ
て
本
村

の
村
有
林

は
施
業

さ
れ
、

村
民

に
恩
沢

を
も
た
ら
し
た
。
施
業
基
案

は
大
部

な
も
の
で

あ
る
の
で
、
そ

の
要
点
を
示

せ

ば
次

の
よ
う
で

あ
る
。

村
有
林
施
業
案
　

施
業
基
案
　

編
成
者
　

長
野
県
晨
林
技
師
　

倉
石
貞
三

一
、
総
面
積
　
　

コ

ー
六
一
町
四
二

内
施
業
地
　

一
〇
四
九
町
五
六

四
団

地
　

１
　

第
一
～
第
八
林
班
　
　
　

大
芝
原
　
　

地
勢
緩

’

２
　

第
一
〇
林
班
　
　
　
　
　

三
本
木
　
　

地
勢
緩

３
　

第

二

了

第
一
六
林
班
　
大

泉
所
山
　

地
勢
急

４
　

第
一
七
～
第
二
一
林
班
　

北
沢
山
　
　

地
勢
急

林
班
平
均

面
積
　

五
九
町

七
六
（
二
一
林
班

）

小
班
平
均

面
積
　

一
五
町

三
　

（
八
二
小
班
）

二
、
施
業

樹
種

の
選
定

は
林
業
経
営
上

の
根
元
で
あ

る
か
ら
最
も
意
を
用
い
る

本
村

は
気
候
温
暖
で
乾
燥
地
が
多
い
ゆ
え
、
赤
松
・
落
葉
松
・
楢

の
生
育
は
良
好

で
あ

る
が
、
陰
樹

の
生
育
は
良
好
で
な
い
。
適
樹
適
栽
主
義
を
と
る

○
赤
松
雑
木
の
混
生
す
る
所
は
ま
ず
雑
木
を
伐
り
漸
次
赤
松

を
植
え
る
。

○
赤
松

の
天

然
生
立
木
地
に
は
保
護

を
加
え

る
と
扁

柏
も
生
育

す
る
の
で

そ
の
計
画

を

た
て
る
。
ま
ず
上
木
と
し
て
赤
松

を
利
用

し
こ
の
伐
期

が
四

五
年

、
順
次
赤
松
を
択

伐

し
て
扁

柏
を
残

し
、
そ
の
後
四
五
年

が
最
好
期
を
迎
え

る
そ
こ
で
二
分

の
一

の
択

伐

を
し
て

、
稚
樹
の
発

生
を
促
す

、
こ

の
方
法
で
総
面
積
二

七
八
町
歩
余
か
ら
連
年

六
町

一
反

八
畝
の
保
続
の
択
伐
喬
林
業

が
で
き

る

○
雑
木
・
楢

な
ど
の
生
育
地

は
四
三

七
町
余
あ

る
か
ら
、
こ
こ
は
伐
期
を
二
五
年
に
し

て
連
年
一

七
町
五
反
歩

の
保
続

の
皆
伐
談
林
作
業
地
と
す
る

○
依
託
林

六
町
歩
余
、
保
安
林
、
官
行
造
林
地
等
（
略
）

４
　

村

政

運

営

の

発

展

田
　

村

長

の

村

会

議

長

明

治

一

七

年

の
三

新

法

の
改
正

で

、
区

町
村

会
法

が
改

正

さ

れ
戸

長

が
官

選

と

な

っ
た

と

き

、

そ

れ

ま

で

は
議

長

は
議

員

の
互

選

が

一
般

的

で

あ

っ

た

の
に

、

戸

長

が

議

長

と

な

る

こ

と

に

な

っ
た

。

こ

の
執

行

と
議

決

の

は

っ

き

り
し

な

い
制

度

は
、

明

治

時

期

だ
け

で

な

く
昭

和

の
前

期

（
戦
前
戦
中
）
ま

で
続

い
て

い

た

。
も

っ

と
も

決

算

の
認

定

だ
け

は
、

村

長

も
助

役

も
議

長

の
職

務

を
行

な

う

こ
と

を
禁

じ

ら

れ

て

い

る

。
昭

和

三

年

の
内

務

部

長

通

達

の

と

お

り
で

あ

る

。

㈲
　

議

員
の

村

会
議

長

昭

和

二

一
年

一

一
月

七
日

の
村

会

会

議

録

に

よ

る
と

、

こ

こ

で

ふ

た

た

び
、

村

会

議

員

中

か

ら
村

会

議

長

と

副

議

長

を
選

出

し

た
記

録

が

み

ら

れ
る

。

さ

き

の
内

務

部

長

の
地

乙

発

第

一

一

九

号

の
指

示

の
よ

う

に

、

ま

ず

年

長

議

員

629
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が

議

長

の
職

務

を
代

理

し

、

仮
議

長

の

選

挙

を

す

る

旨

を

述

べ

た

。

満

場

そ

の
ま

ま

仮

議

長

を

せ

よ

と

の
こ

と

に

な

り

、
議

長

、

副

議

長

の
選

挙

に

な

っ
た

。

書

記

が

投

票

用

紙

を

配

っ
て

、

投

票

し

た

結

果

、

議

長

に

清

水

磐

、

副

議

長

に

松

沢

憲

太

郎

が

当

選

し

た

。

い
ず

れ
も

九

票

中

八

票

を

得

て

い

る

。

③
　

収

入

役

身

元

保

証

収

入

役

は
現

金

を

扱

う

の
で

、

身

元

保

証

が

必

要

で

あ

っ

た

。

こ

こ
に

あ

る
資

料

は
昭

和

七
年

の
も

の
で

あ

る

が
、

こ

の

よ

う
に

し

て
、

現

在

の
チ

ェ

ッ

ク
機

関

で

な

く
資

産

の
保

証

に

よ

っ

て
収

入

役

が
認

め

ら

れ

た

。

収
入
役
身
元
保
証

二
関

ス
ル
調
書

二

収
入
役
身
元

保
証
規
程
設
定
年
月
日
昭
和

七
年
四
月
十
四
日

二
、
規
定

シ
タ
ル
保
証

ノ
内
容

上
伊
那
郡
南

箕
輪
村
収
入
役
身
元
保
証
規
程

第

一
条
　

本
村
（

本
規
程
ノ
定

ム
ル
所

二
依

り
収
入
役

ヨ
リ
身
元
保
証
ヲ
徴

ス

第
二

条
　
身
元

保
証
（

現
金
弐
千
円
以
上
ス
（

之

二
相
当

ス
ル
土
地
若

ク
（

有
価
証
券
ヲ

提

供
ス
ペ

シ

第

三
条
　
現

金
（

郵

便
貯
金
又
（

確
実
ナ
ル
銀
行

二
預

ケ
入

レ
、
有
価

証
券
（

郵
便
官
署

ス
（

確
実
ナ
ル
銀
行

二
保
管
預
入

ヲ
ナ
シ
土
地
（

低
当
権
設

定
登
記
ヲ
為

ス
モ
ノ
ト

ス

第
四

条
　
身
元

保
証
（

前
条
二
依
ル
保
証
代

二
代

ウ
ル
ニ
直
接
国

税
年
額

十
円
以

上
ヲ
納

ム
ル
信
用

ア
ル
者

二
人
以

上
ノ
連

帯
保
証

ヲ
以

テ
之
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
得

第

五
条
　
身
元

保
証
（

就
職

ノ
日

ヨ
リ
十
日
以
内

二
之
ヲ
提
供

ス
ペ
シ

第
六
条
　

身
元
保
証
（

退
職

事
務
引

継
ギ
後
十
日
ヲ
経

過
ス
ル
ニ
ア
ラ

ザ
レ
バ
之
ヲ
解
除

セ
ズ

第
七
条
　

現
金
及
ビ
有
価
証
券
ノ
保
管
中
生
ズ
ル
収
入
（

身

元
保
証
解
除

卜
同

時

二
之
ヲ

本
人

二
交
付

ス

三
、
身
元
保
証
ヲ
徴

シ
ク
ル
年
月
日

昭
和
七
年
四
月
二
十
六
日

四
、
右
保
証
ノ
内
容

會

冗
保
証
書

拙
者
儀

今
般
本
村
収
入
役

二
就
職
致

シ
候
処
本
村

二
対

シ
聊

力
御
迷
惑
御
損
害
相
掛
ケ
申
ス
間
敷

ク
万
一
損
害
相
掛
ケ
候
場
合
（

直
チ
ュ
弁
償
致

シ
申

ス
ペ
ク
本
村
収
入
役
身
元
保
証
規
程

第
四
条

二
依

り
身
元
保
証
書
差
入

レ
候
也
昭
和
七
年
四
月
二
十
六
日

（
以
下
略
）

（
役
場
文
書
）

５
　

教

育

用
地

の

寄

附

剛
　

上

農
寮

塾

風

教

育

用

地

昭

和

九
年

四

月

、

研

究

科

「
上

農

塾

」

が
発

足

し

、

そ

の
塾

凰

教

育

の
場

を
求

め

て

い
た
上

農

の
村

上

校

長

は
、

最

適

の
場

所

と
し

て
中

野

原

の
郡

下

小

学

校

の

連

合

運
動

会

場

な

ど
に

使

用

さ

れ

て

い

た
土

地

を
み

つ

け

た

。

そ

れ

は
西

天

竜

耕

地

整

理
地

区

内

で
、

南

箕

輪

村

、

伊

那
町

、

西

箕

輪

村

の
三

か
町

村

共

有

地

で

あ

っ

た

。

昭

和

一
〇

年

六

月

二

八

日
、

南

箕

輪

村

役

場

で
開

か

れ

た
村

議

会
に

、

こ

の
土

地

の

無

償

提

供

の
件

が

上

程

さ

れ

た

。
土

地

を
自

分

の

生
命

の

よ

う

に
大

切

に

す

る

農

民

心

理

も

あ

っ
て

難
航

し

た

が

、
村

上

校
長

の

懇

請

に

よ

っ
て

よ

う

や

く
寄

付

が
可

決

さ

れ

た

。

結

局

、

昭

和

一

〇

年

九

月

九

日

、
伊

那

町
役

場

で

、

三

か

町

村

の
共

有

地

五

町

歩

余

の
寄

付

採

納

願

に

、

三

町

村

長

が

捺

印

し

た

。

議
案
五
〇
号
　

寄
附
採
納
出
願

二
関
ス
ル
件

今
般
県
立
上
伊
那
農
業
学
校
計
画
ニ

カ
カ
ル
教
育
内
容
改
正

二
伴
ウ
寄
宿
舎
建
設
並
ビ
ニ

農
場
設
定
ノ
件
（

農
業
教
育
革
新
上
極

メ
テ
適
当

ナ
ル
施
設
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
地
方
産
業

開
発
上
申

益
少
ナ

カ
ラ
ズ
ト
認

ム
ル
ニ
付
キ
右
計
画
実
現
ノ
場
合
（

該
施
設

二
要
ス
ル
西

天
竜
耕
地
整
理
地
区
内
左
記
共
有
土
地
ノ
寄
附
採
納
ヲ
県

二
出
願

ス
ル
モ
ノ
ト

ス

記

上
伊

那
郡
南
箕
輪
村
字
中
野
原

八
三
〇

六
番
ノ

ー

原
野
　

台
帳
反
別
四
町
五
反

六
畝
二
十
一
歩

6 釦
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実
測
面
積
五
町
四
畝
十
四
歩

右
所
有
者
　
南
箕
輪
村
・
伊
那
町
・
西
箕
輪
村

昭
和
十
年
九
月
六
日
提
出
　
同
日
議
決

（
役
場
文
書
）

こ
の
議
決
と
全
く
同

じ
も
の
が
三
か
町
村
長
の
署
名
で
同

年
九
月
九
日
に
署
名

捺
印
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
昭
和
一
一
年
一
〇

月
四
日
に
は
「
上
農
寮
」
が
新
築

落
成
式
を
あ
げ
、
本
格
的
な
塾
風

教
育
が
は
し
ま
っ
た
。

し

か
し
、
上

農
寮

の
敷
地

は
神
子
柴

の
共
有
地

で
あ
っ
た
が
、

こ
の
地
の
寄

附

採

納
願

も
、
さ
き
の
旧
中

野
原

入
会
柱
場

で
あ
っ
た
運
動
場

跡
地
の
そ
れ
も
、
県

の
都
合
で
寄
附
採
納
が
保
留
に

な
っ
た
の
で
、
と

り
あ
え

ず
借
地
契
約

で
、
上
農

寮
教
育

は
は
じ
め
ら

れ
て
い
た
。
上
農
寮

の
敷
地
二
筆
合
計
三
町

七
反
余
で
そ

の

寄
附
採
納
願
に
よ

る
と
次

の
よ
う
で

あ
っ
た
。

南
箕
輪
村
九
〇
〇
九
番
地
　
一
、
山
林
一
町
二
反
四
畝
一
七
歩

″
　

九
〇
一
〇
番
地
　
一
、
畑
二
町
四
反
八
畝
二
七
歩

こ
の
敷
地
は
神
子
柴

の
共
有
地
で
あ

っ
た
の
で
、
ま
ず
神
子
柴
共
有
財
産
整
理

委
員
会
委
員
長

か
ら
村
長
に
寄
附
採
納
願
を
出
し
、
そ

れ
を
村

か
ら
県
に
寄
附
採

納
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
運
動
場
跡
地
は
昭

和
二
〇

年
二
月
に
、
神
子
柴

共

有
地
は
昭

和
二
二
年
六
月

に
な

っ
て
改
め
て
寄

附
採
納
願

が
提
出
さ
れ
、
県
の
採

納
と
な
っ
た
。
神
子
柴
区

で
は
、
共
有
地
寄

附
の
代

償
と
し
て
、
村

と
の
間

に
大

芝
原
及

び
三
本
木
原

の
土

地
の
地
上
権
設

定
の
契

約
を
し
て

い
る
。

㈲
　
上

農
校
へ

大
陸
科
用
地

寄
附

ア
　

大
陸
科
用
地
の
寄
附

大
陸
に

進
出
し

た
戦
争

は
、
新
東
亜
建
設

を
旗

じ
る
し
に
し

て
い
よ
い
よ
急

を

つ
げ

て
き
た
。
上
伊
那
農
業
学
校
で

は
農
家

の
長
男
、
第

一

種

生
（
昭
和
一
四
年

度
志
願
者
は
八
割
が
長
男
）
を
主
と
し

て
入
学

さ
せ

て
い
た
が
、

時
局
に
即
応

さ
せ

る
べ
く
二
、
三
男
を
入
学
さ
せ
る
乙
級
を

つ
く
り
、
大
陸
進
出
を
目
標
と
し
、
そ

れ

を
昭

和

一
五

年

か

ら
実

施

し

よ

う

と

し

て

い

た

。
そ

の
校

地

の
寄

附

採

納

願

が
、

本

村

の

村

長

か

ら

県

知

事

に

だ

さ

れ

て

い
る

。

寄

附
採
納
願

今
般
県

立
上
伊

那
農
業
学
校
第

一
種
学
級
増
加

ノ
件
新

東
亜
建
設
ノ
聖

業
翼
賛
上
当
地
方

子
弟
ヲ

シ
テ
大
陸
農
業
開
発

二
進
出
セ

シ
ム
ペ
キ
極
メ
テ
時
勢

二
適
応
セ
ル
緊

迫
ノ
要

務

ニ
シ
テ
真

二
画
期
的
教
育
施
設

ナ
リ
ト
確
信
致

シ
候
間
右
学
級
増
加
実
現

ノ
場
合
（

上
農

寮
近
隣
地
ク

ル
左
記
本
村
有
地
ヲ
無
償
寄
附
致

シ
度

ク
候
条
御
採
納
相
成

り
度

ク
別
紙
村

会
決
議
書
相
添

工
此
ノ
段
願
イ
出
候

也

但

シ
寄
附
採
納
後
県
ノ
都
合

ニ
ョ
リ
右
施
設
移
転
廃
止
等
ノ
場
合
（

前
所
有
者

二
無

償
払
下

ゲ
ヲ
受

ク
ル
モ
ノ
ト

ス

昭

和
十
四
年

十
月

二
十
三
日

上
伊

那
郡
南
箕
輪
村
長
　

倉
田
友
幸

長

野
県
知
事
　

富
田
健
治
殿

記

一
、
上
伊

那
郡
南
箕
輪

村
字

鳥
居
原

八
三
〇

三
番

ノ
ニ

原
野
　
　

台

帳
面

積
　
　

一
町

七
反

歩

一
、

（
以
下

六
筆
）
略

合
計
　
　

台
帳
面
積
　
　

九
町
五
反
三
畝
一
〇
歩

実
測
面
積
　
　

一
〇
町
歩

所
有
者
　
　

南
箕
輪
村

右
見
積
金
額

金
二
万
円

（
役
場
文

書
）

こ

の

寄

附

し

た

村
有

地

は

上

農
寮

と
隔

た

っ

て

い

た

た

め
に
（

近
接

の

神

子
柴

共

有

地

と

交

換

し

て
寄

附

す

る

こ

と
に

な

っ

た

。
昭

和

一

五
年

七
月

二

五

日
に

提

出

し

て

二

六

日

に
議

決

に

な

っ

て

い
る

。

交

換

し

た
土

地

の
略

図

は
次

図

の

よ

う
で

あ

る

が
、

面

積

は

全

く
同

じ
で

、

農

場

と

し

て

は
上

農

寮

に

近

接

し

た

の
で

使

い
や

す

く
な

っ

た

。

6 幻
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▲ 神子柴分今上農へ

七 歩

8303の2　170.00

8304の7　　10.25

8　　60.00

9　430,25

10　98.10

台帳　770.00

実測　816.20

ガ

ガ

ガ

●南箕輪 村分剌 中子柴 ヘ

セ　歩

8304 の2　533.10

8304 の3　166.20

116.20
-
816.20

816.20

8304の4

~ 台帳

実測

《゙

三
本
木

原

八
三
〇

四
ノ

Ｊ

▲

字

鳥
居

原
八
三

〇
三
ノ

ニ

▲

字
三
本
木
原

八
三
〇
四
ノ
九

▲

字
三
本
木
原
　
．

八
三
〇
四
ノ
七

字
三
本
木
原

刀
八
三
〇
四
ノ
五

一
町
八
畝

】
○
歩

▲

八
三

〇

四

ノ
ハ

三
本
木
原

八
三
〇
四
ノ
六

七
反
五
畝
Ｘ

早

三

本

木

原

が

八

三

〇

四

ノ

四

】
四
町
六

反

六

畝

二

●
　
　

／
／
　
　
＠

字
三
本
木
原

八
三
〇
四
ノ
ニ

五
町
三
反
三
畝

】
○
歩

図6-14　交換し て寄附した土地の図（ 神子柴と村と）

タ
ク
候
間
御
採
納
相
成
リ

タ
ク
此
ノ
段
相
願
イ
欽
也

昭
和
十
五
年
十
二
月
二
十
日

長
野
県
上
伊
那
農
業
学
校
校
友
会
長
　

村
上
明
彦

南
箕
輪
村
長
　

倉
田
友
幸
殿

（
役
場
文
書
）

こ

の

広
大

な

農

場

を
必

要

と

し

た

の

は
戦

時

体

制
下

で

、

大

陸

に

渡

っ
て

強

健

な

体

力

と

優

秀

な

学

問

と

崇

高

な

精

神

を

も

っ

た
有

為

な

人

材

を

練

成

す

る
こ

と

に

あ

っ

た

。
す

で

に

上

農

で

は
第

五

学

年

生

を

上

農

寮

に

一

か
年

収

容

し

、

広

大

な

農

揚

で

農

業

総

合

教

育

と

宿

泊

訓

練

に

よ

る
人

材

の
育

成

に

務

め

て

い

た

。
そ

の
上

長

寮
教

育

の
精

神

は
、

一
面

に

於

て

内

地

農

村

の
中

堅

人

物

を
養

成

す

る
と

と

も

に

、

他

面

大

陸

農

業

開

発

を
担

当

す

べ
き

人

材

の
練

成

を

す

る
に

最

適

で

あ

る

と

い

う

こ

と
に

あ

っ

た

。

甲
級
　

内

地
農
業
志
願
者

を
以
て
組
織

す

乙
級
　

外
地

進
展

希
望
者

を
以
て
組
織

す

こ

う

し

て
大

陸

科

学

級

増

加

の

許
可

を
得

て
両

科

の

志
願

者

、

あ

わ

せ

て

一

一

〇

名

の

入
学

を

み

た

の

は
昭

和

一

五
年

四

月

の

こ

と

で

あ

っ

た

。
校

舎

は

八
月

末

竣

工

し
大

陸

科

農

場

は

七
月

下

旬
に

開

墾
に

着

手
し

た

。

そ

の

一

隅

に

日
輪

舎

を

新

築

し

、

興

亜

学

徒

の
教

育

道

場

と

し

た

。

な

お

、

こ

の
施
設

の

た

め

の
寄

附

は

つ

ぎ

の

と

お

り

で

あ

っ

た

。

南
箕
輪
村
　

村
有
原

野
一
〇
町
歩
　

無
償
提
供

上
伊

那
郡
町
村
会
　

一
万

六
千
円

伊

那
町
　
　
　
　
　
　
　

五
千
円

上
農
同
窓
会
　
　

一
万
五
百
余
円

上
農
職
員
　
　
　
　
　
　
　
一
千
円

（『
上
農
八
十
年
史
』
）

し

か

し

こ

れ

は

、

そ

の
所

期

の
目

的

を

達

し

な

い
う

ち

に

、

終

戦

と

な

り

、

村

へ

返

却

さ

れ

る

こ

と

と

な

っ
て

し

ま

っ
た

。

銘2

字
三
本
木
原
八
三
〇
四
ノ

ー

こ

れ
に

対

し

て

お
礼

金

一
〇

〇

〇

円

也

の
寄

附

採

納

願

が

校

友

会

長

村

上

明

彦

か

ら
村

長

會

田

友

幸

に

だ

さ

れ
て

い

る

。
見

積

金

額

二

万

円

で

あ

る
土

地

一
〇

町

歩

へ

の
感

謝

の
意

を
表

し

た
も

の
で

あ

る

。

寄
附

採
納
願

一
金
　

壱
千
円

也

長
野
県
上
伊

那
農
業
学
校
大
陸
科
新
設

二
当

ク
リ
農
場
ト

シ
テ
貴
村

ヨ
リ
山
林
拾
町
歩
御

寄
附

二
預

リ
ク
ル
御
厚
志

二
対

シ
感
謝
ノ
意
ヲ
表

ス
ル
為
右
記
ノ
通

り
貴
村

へ
寄
附
致

シ
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イ
　

大

陸

科

用

地

無

償

払

い

下

げ

昭
和
十
四
年
十
月
二
十
三
日
付

け
上
伊

那
農
業

高
等
学
校

（
旧

上
伊

那
農
業
学
校
）
第

一

種
学
級
増
加
計
画

の
た
め
本
村
よ
り
無
價
寄
附
せ
る
左
記
土
地
を
今
般
大
陸
科
廃

止
に
伴

い
件

の
該
地
寄
附
採
納
願
出
書
但
し
書
条
項
並
び
に
寄
附

採
納
議
決

書
但

書
の
条
項
に
基

づ
き
本
村
に
無
償
払

い
下

げ
方
申
請
の
件
承
認
あ
り
た
し

昭
和
二
十
四
年
二
月
二
十
三
日

提
出
　
同

月
同
日
議

決

上
伊

那
郡
南

箕
輪
村
長
　

清
水
国
人

（
役
場
文
書
）

こ

の
よ

う

に

し

て

、

終

戦

後
大

陸

科

の
計

画

は
廃

上

さ

れ

た

の
で

そ

っ

く

り

そ

の
ま

ま

返

却

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ
た

。

そ

し

て

そ

の
校

舎

四

棟

も
不

用

と

な

っ

た

の
で

払

い
下

げ

て

も

ら

い
、

村

の
西

南

地
域

の

人

々

の
共

同

施

設

に

し

た

。

㈲
　

農

林

専

門

学

校

用

地

三
〇

町

歩

寄

附

太
平

洋

戦
争

の

戦

局

は

急

を

つ
け

、

中

等
学

校

の

修
業

年

限

五

年

制

を
四

年

制

に

短

縮

す

る

と

き

と

な

っ
た

。
「

修

業

年

限

囚

年

に

短

縮

さ

れ

る

と

、

総

合

教

育

に

支

障

を

来

し

、

上

農
寮

教

育

は

で

き

難

く

な

る

の

で
、

む

し

ろ

こ

の
機

会

に

農

林

専
問

学

校

を
付

設

し

ょ

う
」

と

い
ｙ
つ
こ

と
に

な

っ

た

。
村

上
校

長

は
困

難

を

の

り

こ

え

て

こ

の

実

現

を

は

か

っ
た

。

校

地

に

つ

い
て

は
文

部

省
当

局

は

Ｉ
〇

町

歩

で

よ

い
と

の
意

向

だ

っ

た

が
、

将

来
予

想

さ

れ

る
大

学

昇

格

の

機

会

到
来

に

適

応

で

き

る

よ

う
に

と
、

全
国

で

ま

れ

な

広
大

な

五

〇
町

歩

を
穫

得

し

よ

う

と
し

た

。
昭

和

一

九
年

一
〇

月

二

五

日
開

会

の

南

箕

輪

村

会

で

村

上

校
長

の
深

夜

に

亘

る
長

時

間

の
熱

誠

を

こ

め

た
懇

請
に

よ

っ
て

、
中

野
原

森

林

地

帯

（
上
農
寮
隣
接
地
域
）

の
村

有

地

と
区

有

地

の

三
〇

町

歩

余

の
有

償

提

供

を

暁

の
村

会

で

議

決

し

た

。

こ

れ

が

も

と

に

な

っ
て

、

結

局

次

の

よ

う

な

土

地

が

提
供

さ

れ

て

、
合

計

五
四

町

七
反

七

畝

と

い
う

広

大

な

も

の
と

な

っ
た

。

南
箕

輪
村
有
林
地
　
　

二
〇
町

九
八
　
　
　

原

杉
蔵
　
所
有
地
　
　
　

○
町
九
〇

神
子
柴
区
有
林
地
　
　
　
八
町
八
八
　
　
　
原
杉
恵
門
所
有
地
　
　
　
五
町
四
五

田
畑
　
区
有
林
地
　
　
　
二
町
三
三
　
　
　
南
箕
輪
村
有
田
　
　
　
　
三
町
九
三

大
菅一
　
区
有
林
地
　
　
　
四
町
三
〇
　
　
　
塩
ノ
井
　
区
有
地
　
　
　
八
町
Ｏ
Ｏ

そ
し

て
資
金

の
調
達

冲
校
舎

の
獲
得
、
設
置
競
争
と

い
う
苦
難

の
の
ち
、
昭
和

二
〇
年
四
月

か
ら
長
野
県
立
農
林
専
問
学
校
は
開
校

の
は
こ

び
と
な

っ
た

。

な

お
、
こ

の
ほ

か
に
、
上
農
高
校
に
昭
和
一
七
年
に
伊
沢
演
習
林
と
し
て
南
箕

輪
村
村
有
林
北
沢
山
を
（
権
兵
衛
峠
七
曲
り
）
二
二
町
歩
、

昭
和

一
八
年

か

ら

九

〇

か
年
分
収
歩
合
五
分
五
分
で
貸
与
し

た
。

６
　

戦
時
体
制
下
の
村
政

大
正
デ

モ
ク
ラ

シ
ー
と

い
わ
れ
る
よ
う
に
、
大
正
時
代
は
何
と

い

っ

て

も

言

論
・
文
芸
に
対

す
る
規
制

は
、
大
幅
に
緩
和
さ
れ

た
。
と
く
に
大
正
中
期
か
ら
昭

和
初
期
に

は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
が

さ
ま
ざ
ま

の
分
野
に
盛
ん
と
な
り
、
昭
和
恐
慌

と
重
な

っ
て
、
社
会
改
造

の
動
き
と
な
り
、
と
り

わ
け
青
年
層
を
ひ
き
こ
ん
で

い

っ
た
。

し

か
し
、
満
州
事
変
を
契
機
に
し
て
、
し

だ
い
に
規
制
が
強
め
ら
れ
、
日
中
戦

争

か
ら
太
平
洋
戦
争

へ
と
拡
大
す
る
に

つ
れ
、
き
び
し

い
政
府
の
規
制
下

に
お
か

れ
、
挙
国
一
致

の
戦
時
体
制
下

で
は
国
民
生
活
の
す
べ
て
が
統
制
さ
れ
言
論
の
自

由
も
な

く
窮
乏
生
活
を
よ
ぎ
な
く
さ

れ
た
。

役
揚
資
料
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
記
す
と
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

雨
　

戦
時
下
の
銃

後
活
動

ア
　

勤
労
奉
仕
・
国
防
献
金
・
戦
勝
祈
願

満
州
事
変

の
こ

ろ
か
ら
応
召

軍
人
家
庭
へ
の
農
繁
期
の
応
援
が
、
部
落
青
年
会

等
で
行

な
わ
れ
て
き

た
が
、
日
中
戦
争
の
昭
和

コ

ー
年
ご
ろ
か
ら
一
般
的
に
も
り

あ
か

っ
か
。

昭
和

コ
二
年
度

か
ら
は
文
部
省
の
通
達
も
あ
っ
て
、
学
校
生
徒
が
農
繁
期

の
各

農
家

へ
出
動
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
桑
棒
の
皮
を
む

い
た
り
、
稲
刈

り
を
手
伝

っ

銘 召
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た

り

す

る

学

徒

の

集
団

を

い
た

る

と

こ

ろ

で

み

る

こ

と

と

な

っ

た

。

ま

た

国

防

献

金
、

戦

勝

祈

願

が

盛

ん
に

行

な

わ

れ

た

。

イ
　

校

地

の

寄

附

（
事
局
重
大

）

上
伊

那
郡
南
箕
輪
村
宇
大
畑
四

八
〇
二
番
イ
　
　
　

ー
、
畑
　
　
　

八
畝
二
六
歩

同

郡
　
　

同
村
字
大
畑
四

八
〇
二
番

ロ
　
　
　

ー
、
畑
　

一
反
三
畝
　

二
歩

同
郡
　
　

同
村
字
桜
香

丘
四

八
〇
三
番
　
　
　

一
、
畑
　

一
反
二
畝
一
五
歩

同
郡
　
　

同
村

八
幡
道
西
四
八
〇
一
番
ノ
ニ
　

ー
、
山
林
　
　

三
畝
一
八
歩

同
郡
　
　

同
村
宇
同
　

四

八
〇
一
番
ノ
三
　
　

二

畑
　
　
　

四
畝
二
二
歩

右
土
地
南
箕
輪
小
学
校
校
地
ト

シ
テ
寄
附
致

シ
タ
ク
候
間
御
採
納
相
成
リ
タ
ク
願

イ
上
ゲ

候
也

昭
和

コ

ー年

上
伊

那
郡
南
箕
輪
村
四

九
六
五
番
地
　

有
賀
光
豊

南
箕
輪
村
長
　
倉

田
友

幸
殿

ウ
　

紀
元

二

六
〇

〇

年

式

典

昭

和

一

五
年

二

月

一

一

日
紀

元

節

が
、

紀

元

二

六
〇

〇

年

に

当

た

る
と

い
う

の

で

、

各

地

尹

記

念

事
業

が
行

な

わ

れ

た

。

本
村

で

は
、

村

有

林

の
造

成

と

し

て
、

一

八
町

八
反

三

畝

に

、

扁

柏

五

万

三

〇

〇

〇

本

の

植
林

を
、

記

念

事

業

と

し

た

。
な

お
、

一
〇

月

一
〇

日

に

は
各

部

落

で

神
社

の
祭

典

（
中
祭
）

を
行

な

い
、

肇

国

精

神

を

発

楊

し

、

国

運

の
隆

盛

を

祈

願

し

た

。

こ

の
年

は
す

で

に

農

村

に

は

物

資

の
不

足

が

お

し

よ

せ

、

砂

糖

や

マ
ッ

チ

が
配

給

に

な

り

、

米

穀

の
町

村

別

割

当

制

が

実

施

さ

れ

る

と

い
う

状
況

に

あ

っ

た

。

一

一
月

に

は

大

政

翼

賛

会

が

結

成

さ

れ

、

南

箕

輪

支

部

で

も

部

落
々

常

会

で
、

そ

の

実

を

あ

げ

る

よ

う

に

な

っ
て

い
た

。

エ
　

松

脂

及

び

松

根

油

の

採

集

農

商

務

省

は

昭

和

一

九

年

に
松

根

油

の

緊

急

増

産

対

策

を

う

ち

だ

し

た

。
松

根

油

や

松

脂

は

ガ

ソ

リ

ン
の

代

用

を

す

る

も

の

で

あ

っ

た

。
当

村

で

も
壮

年

団

等

の

勤

労

奉

仕

に

よ

っ
て

、

村

有

林

か

ら

こ

の

採
集

が
行

な

わ

れ

た

。

二
〇

年

に

は

さ

ら

に

県

知

事

か

ら

そ

の

採

集

の

督

励

が

あ

り
、

一
層

こ

の
採

集

に

力

を

入

れ

た

。

オ
　

村

営

製

炭

事

業

昭
和

一
〇

年

、

施
業

計

画

に

も

と

づ

き
、

村

営

製

炭

事

業

が

試

み

ら

れ

た

。
無

経

験

の

た

め
、

こ

の
年

は
役

場

、

学

校

の
日

用

消

費

量

を
生

産

す

る
に

困

難

な

状

態

で

あ

っ

た

が
、

だ

ん

だ

ん
生

産

量

を
増

加

し

て

い

っ

た

。
通

年

焼

け

一
窯

、

農

閑

焼

け

五
窯

で

あ

っ

た

。

昭

和

一

一
年

に

は
製

炭

者

が

一
人

と

な

っ

た
が

、

次

第

に

薪

炭

も

不

足

が

ち

に

な

り
、

昭

和

一
三

年

に

は
小

学

校

、

役

場

の
年

間

需

要

を

満

し

て

、

相

当

余

り

が

あ

る

よ

う
に

な

っ

た

。
昭

和

一

八
年

に

は
公

用

の
需

要

を

満

た

し

た

上

、

多

量

の

割

当

て

を
供

出

で

き

た

。

本

村

の
役

場

や

学

校

で

は
こ

の
恩

恵

に

浴

し

、

他

町

村

か

ら
羨

望

の

ま

と

で

あ

っ

た

。力

碓

石

採

掘

戦

時
下

物
資

の
不

足

す

る
中

で
、

桂

石

の
採

掘

が
行

な

わ

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

。

碓
石

採
掘
承
諾
書

上
伊

那
郡
大
字
伊

那
字
南
沢

神
名
沢
原
山
寺
社
平
一
万
〇
〇
〇
一
番
ノ

ー

一
、
保
安
林
　

一
四
丁

九
反

歩
ノ
内

一
〇
〇
〇
坪

所
有
者
　

南
箕

輪
村
　
伊

那
町
ノ
内

（
四
区
）
西
箕
輪
村

ノ
内

（
五
区
）

前
記
地
籍

二
於
テ
下
伊

那
郡
飯
田
市
大
字
飯
田
九
二
四
番
地
中
島
厳
ヨ
リ
軍
事
製
鉱
事
業

二
必
要

ナ
ル
耐
火
練
瓦

資
材

ト
シ
テ
珪
石
採
掘
願
イ
出
ア
リ

ク
ル
ニ
付

キ
之

二
承
諾
候
也

昭
和
十
九
年
五
月
二
十
六
日

右
土
地
管
理
者
　

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
長
　

倉
田
友
幸

（
役
場
文
書
）
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牛
　

金

属

の

回

収

昭

和

一

九

年

と

も

な

る

と

物

資

は

い
よ

い
よ
不

足

し

て
、

つ

い
に

金
属

類

の
回

収

が

行

な

わ
れ

た

。

こ

の

年

一

月

に

は

防

空
法

に

よ

る

疎
開

命

令

が
発

動

し
、

砂

糖

の
配

給

は

八

月

一

日

に

停

止

と

な

り
、

学

童

の

疎
開

令

が
翌

年

四

月

ま

で

と

せ

ら

れ

る

状
況

の
も

と

に

あ

っ
た

。

金
属
類
回

収
の
重
要
度
は
い
よ
い
よ
加
重
せ
ら
れ
っ
っ
あ
る
に
鑑
み
左
記

の
点
留
意

の

上
回
収
上
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
し

一
、
壮

年
団

米
英
撃
擢
軍
用
機
献
納
運
動
に
伴

う
金
属
回
収
に
関

す
る
件

二
、
公

共
団

体
金
属
回

収
に
関

す
る
件
　

一
月
末
日

ま
で

』
一
、
警
鐘
台
の
撤
去
に
関

す
る
件
　

一
月

十
五
日

ま
で
に
撤
去

。
末
日
ま

で
に
出
荷

。

一
月
三
十
一
日

の
供
出
量

に
よ
り
（
工

作
隊
引
取
分
に
対
し
）
国
庫
補
助
金
が
決
定
配
給

せ
ら
る

（
役
場
文
書
）

こ

れ
に

よ

り
、

昭

和

一

九
年

に

は

各
家

庭

、

各

公

共

施

設

等

の
金

属

類

や

警

鐘

等

が

根

こ

そ

ぎ

撤

去

さ

れ
供

出

さ

れ

た

。

ク
　

疎

開
世

帯

の
受

け
入

れ

昭
和

一

八
年

に

は

す

で
に

防

空

訓

練

が

盛

ん
に

行

わ

れ

て

い

た

。
防

空

従

事

者

の
扶

助

の

た

め
、

当

村

に

も

次

の

よ

う
に

、

実

費

弁

償

支

払

い
規

定

が

制

定

さ

れ

て

い
た

。

議
案

第
二
七
号

防
空
法

二
基
ヅ
ク
実

費
弁
償
支
給
規
定
制
定

ノ
件

防
空
法
ニ
ョ
リ
防
空
法

二
基
ヅ
ク
実
費

弁
償
支
給
規
定
ヲ
別
紙
ノ
通

り
制
定

ス
ル
モ
ノ
ト

ス

昭
和

一
八
年

三
月

五
日
　

提
出
　

同
日
議
決

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
長
　

倉
田
友
幸
回

防

空
従

事
者

扶
助

金
支
給
規
定

第

一
条
～
第

六
条

（
略
）

（
役
場
文
書
）

昭
和

一
九
年

に
な
る
と
空
襲

が
ひ

ん
ぱ
ん
に
な
り
、
一
月
二
六
日
に
は
、
内
務

省
が
東
京
名

古
屋

に
改
正
防
空
法
に

よ
る
初

の
疎
開
命
令

を
発
動
し

か
。

昭
和

一
九
年

コ

ー月

九
日
、
本
県
（
上
ｍ

）
に
初

め
て

米
機
が
来
襲
し
、

同

じ

こ
ろ
松

本
（
里
山
辺
）
に

は
爆
弾

を
投
下

し

た
。

昭
和
二
〇
年
二
月
一
日
に
は
岡

谷
が
空
襲
を
う
け
、
三
月

九
日
に

は
東
京

の
下

町

が
大
空
襲

を
う
け
て
二
三
万
戸

が
焼
失

し

コ

ー万

大
の
死

傷
者

を
た
し

た
。
こ

の
後
疎
開
者

が
ど
っ
と
増
え
て
、

昭
和

二
〇
年
に

は
本
村

に
一
七
〇
戸
、
五
一
〇
人

の
疎
開
者
が
あ

っ
た
。
い
ず
れ

も
割
り
込
み

世
帯

で
あ
っ
た
の
で
、
住
宅
難

は
表
面
上
は
な

か
っ
た
。

す
で
に
昭
和
一

九
年

八
月

か
ら
学
童
疎
開
か
含
ま

っ
て

い
た
が
、
本
村
に
は
大

き
な
寺
院
等

が
な
か
っ
た
の
で
、
学
童

の
集
団
疎
開
は
な

か
っ
た
が
、
縁
故
疎
開

に

よ
る
学
童

は
、
一
五

八
名
も

あ
っ
た
。

ヶ
　

農
耕

隊
の
開
墾

と
衛
生
材
料
工
場

▲
農
耕
隊
の
開
墾
、
食
糧
増
産
と
液
体
燃
料

（
松
根
油
）

確
保
の
た
め
農
耕
隊

が
北
原
山
林

の
開
墾
を
し

た
。
五
月
一
五
日
将
校
四
名
、
下

士
官
一
一
名
が
、
兵

卒
二
六

七
ネ
（
朝
鮮
人
）
を
ひ
き
っ
れ
、

国
民
学
校
を

宿
舎
に
し

て
開
墾

を
は

し

め
た
。
終
戦

の
八
月
一
五
日

ま
で
継
続
し

た
。

▲
軍
用

衛
生
材
料
作
業
も
国
民

学
校
を
借
用

し
て
は
し
め
た
。
や

は
り
五
月

｝

五
日

か
ら
で
あ

っ
た
。
女
子
工
員

が

Ｉ
〇

名
来
場

し
た
だ
け
だ
っ
た
の
で
、

高
等

科

の
女
子
学
童

が
そ

の
勤
労
作
業
に
協
力
し
た
。

二
　

村

０

財

政

Ｈ
　

市
町
村
制
以

前
の
村
の
財
政

政
府

は
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
税
法
は
し
ば
ら
く
旧
慣
に

よ

る
こ

と

と

し

た

た
め
、
国
も
県
も
旧
藩
時
代

の
制
度
に
よ

犬

税
は
村
の
石

高
に
応
じ
て
課
し
て

い
る
。
各
村

の
費
用
も
、
村
入
用
と
し
て
石
高
や
反
別
に
応
じ
て
徴
収
し
て

い
た

銘5
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で1

1

1

1

民

費
書
上
帳

（

役

場

文

書

）

馬 郵 警 標 御　 番 消 井 暴 用 道 学 徴 戸 地 里 山 貢 検 府 祭 国 正 区 諸 管 布 道 懲 府

鑑 便
察 柱 国　 人 防 堰 族 悪 路 校 兵 籍 券 程 林 米 見 県 典 営 副 扱 御 内 告 路 役 県

札 切 井 井 役　 給 入 守 水 水 掃 費 下　 調 調 調 徴 下 社 井 社 戸 所 用 限 井 堤 場 庁

費 手 営 水　 其 料 費 給 防 道 除　 調// 査 査 査 収 組 郷 遥 府 長 諸 出 達 布 防 囚 及
料 繕 量　　 井　 料 費 費 費　 費　 費 費 費 費 及 社 拝 県 以 費 頭 事 達 橋 獄 出

費
杭　　 諸　　　　　　　　　　　　　 及 内 村 式 社 下　 旅 二 類 梁 舎 張

費　　 費　　　　　　　　　　　　　 貢 見 社 費 村 給　 費 付 入 修 営 所

米 其 神　 社 料　　 調 費 繕 繕 倉
五 外 官　 営　　　　 費　 費 費 庫

他　　　　　　　　　　　　　　　 里 一 給　 繕　　　　　　　　　 等
内 切 料　 費　　　　　　　　　 営

運 費　　　　　　　　　　　　 繕
賃　　　　　　　　　　　　　　　　　 費

費

目

一　　　　　　 一　　　　　　　　　　 四　　 一　　　 三

四　 六　 一 一　 一 三　 一　　 六　　 四　 一 三　 六 六 二　 九 五

一 七 八 四 四　 八 一　 〇 四 四 六 六 五 三 四 四 二 〇 五 五 四 二 二 五 三 五 一 六、　、　、　、　、　　　、　、　　　、　、　、　、　、　、　、　、　、　、　、　、　、　、　、　、　、　、　、　、　、
円

四 一 七 四 八　 － ○　 一 四 一 六 五 〇 三 八 四 五 七 四 四 七 二 四 六 〇 五 〇 九

一 七 〇 三 九　 五 〇　 〇 七 五 二 五 九 六 九 八 六 七 一 五 四 一 八 〇 〇 一 四 五

六 九 六 〇 六　 五 〇 〇 〇 九 五 六 四 〇 〇 五 三 二 二 二 三 六 五 七 五 〇 〇 一 八

明

治

八

年

－　　　　　　 －一　　　　　　　　 一一　　　　　 一
六　　　　　　　　 四　　　　　 二　 一 一　 二　 二 六 六 四 二 五 九 一

五 一　　　　 二 二 九　 五　　　　　 六　 五 四　 七 一 五 七 七 八 〇 七 五 三、　、　　　　　　　、　、　、　　　、　　　　　　　　　　、　　　、　、　　　、　、　、　、　、　、　、　、　、　 、
円

六 八　　　　 一 九 〇　 〇　　　　　 一　 四 五　 〇 六 八 一 三 一 〇 八 二 〇

○ ○　　　　 ○ 四 〇　 〇　　　　　 〇　 八 七　 〇 三 〇 八 七 七 九 七 二 四
○ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ　 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 九 〇 〇 八 〇 五 八 五 七 五 四 七

明

治

十

年

合

計

物 旧 開 種

産
助 産 疸

取 郷 社 費
調 拝 積
費 借 金

刎 井
銭 調

返 費
納

一

九

八
一一

一
一
七

〇

一一
二 三

一 六 九 一
ゝ　ゝ　ゝ　ゝ

六 六 九 六

九 六 八 四

五 二 〇 四

一

一
一
一
一一
一一

一
一
〇

〇

一
一五

九
一
一

○ ○ ○ ○

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
徴
収
さ
れ
た
村
入
用
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
た
か
、
幸
い
に
明
治
五
～
一

○
年
の
民
費
書
上
帳
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
掲
げ
て
、
明
治
八
年
と
Ｉ

○
年
の
村
費
の
支
出
内
容
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
（
表
６－
只

こ
の
こ
ろ
、
政
府
は
民
費
制
限
令
を
出
し
て
、
民
費
の
節
約
に
つ
い
て
指
導
を

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
資
料
を
得
る
た
め
の
民
費
調
査
で
あ
る
と
思
わ
れ
、

正
確
な
民
費
の
姿
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
正
副
戸
長
以
下

の
給
料
、
道
路
提
防
橋
梁
修
繕
費
が
重
要
な
支
出
項
目
に
な
っ
て
い
る
が
、
明
治

八
年
に
は
、
新
し
い
政
治
経
済
体
制
へ
移
行
の
た
め
の
地
券
調
査
費
、
諸
御
用
出

頭
旅
費
な
ど
の
国
政
関
連
事
務
費
、
新
産
業
開
拓
の
た
め
の
開
産
社
積
金
等
が
目

立
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
非
常
に
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
支
出
が
行
な
わ
れ
、
年
支
出

総
額
は
二
〇
〇
〇
円
に
近
い
。
明
治
一
〇
年
に
は
過
渡
期
的
な
経
費
は
減
少
し
て

は
い
る
か
、
ま
だ
、
か
な
り
大
き
な
負
担
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
費
用
が
ど
の
よ
う
に
し
て
調
達
さ
れ
た
か
は
、
よ
く
わ
か
ら
な

い

が
、
お
そ
ら
く
村
入
用
と
し
て
徴
収
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

明
治
一
一
年
七
月
に
「
地
方
税
規
則
」
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
の
地
方
税
規
則
に

よ
り
今
ま
で
の
県
費
お
よ
び
区
費
は
一
括
し
て
地
方
税
と
し
て
統
一
さ
れ
、
各
町

村
限
り
の
入
費
は
町
村
内
人
民
の
協
議
に
任
せ
る
こ
と
と
な
り
、
村
入
用
は
協
議

費
と
い
う
名
称
で
徴
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
戸
長
以
下
、
戸
長
役
場

職
員
の
給
料
、
ド
長
職
務
取
扱
い
諸
費
は
地
方
税
（
県
税
）
支
弁
と
な
り
、
小
学

校
費
用
も
一
部
地
方
税
か
ら
補
助
さ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

日部
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各
村
に
お
い
て
は
、
こ
の
地
方
税
則
お
よ
び
地
方
税
賦
課
条
例
に
基
づ
い
て
村

の
協
議
費
に
関
す
る
条
例
が
っ
く
ら
れ
て
い
る
。
南
箕
輪
村
に
お
い
て
は
明
治
一

四
年
、
次
の
よ
う
な
協
議
費
支
弁
条
例
、
協
議
費
支
出
予
算
、
協
議
費
賦
課
条
例

が
作
ら
れ
て
い
る
。

明
治
十
四
年
南
箕
輪
村
協
議
費
支
弁
条
例

第
一
章

第
一
条
　

衛
生
委
員
ノ
定
数
（

全
村
ヨ
リ
四
名
ヲ
尉
挙
ス

第
二
条
　

衛
生
委
員
ノ
任
期
（

満
一
ヵ
年
ト
ス
但

シ
前
任

ノ
モ
ノ
ヲ
再
選

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第

二
章

第
三
条
　

県
道
修
繕
及

ビ
掃
除
受

持
町
場
（

其

ノ
沿
道

ノ
耕
地

二
於
テ
之
ヲ
負
担

シ
、
毎

歳
融

雪
ノ
期

二
於
テ
着
手

修
繕

ノ
掃
除
（

平
常
怠

ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
殊

二
降
雪
ノ
際
（

必
ズ
掻

キ
去

ル
ペ
シ
。

第
四
条
　

道

路
修
繕
及

ビ
掃
除
費
（

地
方
税
配
布
金
及
ビ
村
内
協
議
費
共
併
セ
テ
里
程

二

除

シ
、
其
ノ
町
数

二
分
賦

ス
。

一
中
箕
輪
境

ヨ
リ
滝
ノ
沢
迄
拾
町
三
十
間
　
　
　
　

久
保
北

割

一
滝
ノ
沢

ヨ
リ
塩
ノ
非
北
殿
境
迄
六
町
　
　
　
　
　

久
保
南
割

一
塩
ノ
井
北
殿
境
ヨ
リ
北
久
保
境
迄
拾
町
二
十
六
間
北
　

殿

一
北
ノ
久
保
ヨ
リ
大
泉
川
迄
五
町

廿
三
間
半
　
　
　

南
　

殿

一
大
泉
川
ヨ
リ
道
端
橋
迄
拾
壱
町

四
十
四
間
　
　
　

田
　

畑

一
道
端
橋
ヨ
リ
伊
奈
村
境
迄
五
町

十
六
間
　
　
　
　

神
子
柴

第
五
条
　

里
道
修
善
費
（

、
地
方
税
配

布
金
及

ビ
村
内
協
議
費
共
合
ワ

セ
テ
町
数

二
除

シ

分
賦
ス
。

一
沢
尻
ヨ
リ
神
子
柴

ヲ
経

テ
戸
長

役
場

二
達

ス
ル
几
ソ
廿

五
町
余
　
　

沢
尻

・
神
子
柴

一
大
泉
耕
地
ヨ
リ
戸

長
役
場

二
達

ス
ル
モ
ノ
拾
五
町
　
　
　
　
　
　
　

大
泉
　

北
　

殿

第

三
章

第
六
条
　
地

方
税

ヲ
課
ス
ル
戸
数
割

ノ
乗
率
（

総
テ
県
会
ノ
決
議

二
準
リ
、
本
村
負
担
ノ

金
額
ヲ
建
坪
戸
数

、
平

等
戸
数

ノ
途
二
賦
課
徴
収

ス
ル
ヲ
法

ト
ス
。

但

シ
戸
数
割
（

全
戸
出
寄
留
者
（

免
除

シ
、

全
戸
入
寄
留
者
（

之
ヲ
課

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。

（
役
場
文
書
）

さ

ら

に

、
明

治

一

四
年

度

予

算

案

は

次

の

よ

う

で

あ

る

。

明

治
十
四
年
度
協
議
費
支
出
予
算

て

金
廿
五
円
○
五
銭
　
　

衛
生
委
員
会
費
（
給
料
・
旅
費
・
筆
墨
其
他
取

扱
費
）

一
、
金

三
十
二
円
五
〇
銭
　

道
路
費

（
県
道
修
繕
及

ビ
掃
除
費
・
里
道
修
繕
費
）

一
、
金

八
十
五
円

七
〇
銭
　

村
会
費

（
議
員
弁
当
料
、
書
記
俸

給
、
活
版
費
、
諸
雑
費
、

小
使
給
金
、
連
合
会
議
員
弁
当
料
）

計
　

金
百
四
十
三
円
二
十
五
銭

（
役
場
文
書
）

こ

れ
に

よ

っ
て

み

る

と

、
協

議

費

の

支

出
項

目

は
衛

生

委
員

会
費

、

道

路
費

、

村

会

費

の
三

項

目

の
み

と

な

り
、

金
額

も

一

四

三
円

と
少

な

く
、

明

治

八

～

一
〇

年

の
民

費

の

一

割

程
度

に
圧

縮

さ

れ

て

い

る

。

こ

れ

は
、

明

治

一
〇

年

の
政

府

の

公

布

し

た

民

費
制

限

令

に

沿

っ

た
形

と
し

た

た

め

と
考

え

ら

れ

る

。

こ

の
協

議

費

の
徴

収

は
、

協

議

費

賦

課

条

例

に

基

づ

い

て
行

わ

れ

て

い
る

。

明
治
十
四
年
度
協
議

費
賦
課

条
例

乙
号
成
議
案
第

一
号

第

一
条
　
協
議
費
ヲ
課

ス
ル
地
価
（

七
月
一
日
ノ
調

ベ
ニ
ヨ
几

戸
数
（

一
月
一
日

七
月

一
日
両
度

ノ
調
査

ニ
ョ
リ
賦
課

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
。

第
二
条
　

戸
数
割
（

平
等
戸
数
割
ト
ス
、
但

シ
全
戸
出
寄
留
（

除

キ
全
戸
入
寄
留
（

協
議

費

ヲ
課

ス
ル
ヲ
法
ト

ス
。

第
三
条
　

徴
収
期
間
（

之
ヲ
四
期

二
定

ム
。

第
一
期
　
　
　

六
月
中
　
　
　

第
二
期
　
　

九
月
中

第
三
期
　
　

十
二
月
中
　
　
　

第
四
期
　
　

三
月
中

但

シ
徴
収
期
日
（

戸
長
ノ
定
ム
ル
所

ニ
ョ
ル
。

銘Z
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表
６
－
1
2

明
治
一
五
～
一
八
年
協

議
費
歳
入
状
況

μ　　μ　　μ　明
治

一 一 一 一

八 七 六 五
年 年 年 年

年

度

一

二　三　一　一
五　四　四　四

四　七　 四　二ゝ　　ゝ　　ゝ　円

三 五 六 四
九 五 三 二
五 〇 一 銭

渡地
し方
金税

よ
リ
下

げ

一　九　六
二　〇　五

五　二　七ゝ　　ゝ　　ゝ

四 一 七

一
〇 九

〇 三 七

三　二
ご　 ＿ｙ　　 里

ﾉ ﾍﾟ　
○　/ へ

ゝ　　ゝ　円

九　三　〇　一
一　二　二
八　〇　四　ｸj

円

○

ｘ　 スと

べ

一
一一一

一 一
一〇 四

九 三

六
四

〇 五

地

価

割

協

議

費

一戸

数

割

建

坪

割

営

業

割

一 一 一ゝ　　ゝ　　ｘ

四　六　〇　三
三　三　四　三

七　〇　八　八・　　ゝ 　　ゝ　円

六　六　四　五

八　
四　五　一

三　六　二　一

計

乙
号
成
議
案
第

二
号

一
金
百
四

拾
参
円

二
十

五
銭
　
　
　
　
　

協
議
費

此
訳
　

金
百
円

二
十

八
銭
　
　
　
　
　

地
価
割

地
価
金
　

一
〇
万
四

、

｝
四
二
円

一
銭
　

金
百
円

二
付

キ
金
九
銭

六
厘
三
毛
二
糸

金
　

四
拾
弐
円

九
十
七
銭
　
　

戸
数

割

戸
数
五
〇
一
戸
二
割
り
一
戸

二
付

キ
金
八
銭
五
厘

七
毛
六
糸

（
役
揚
文
書
）

以

上

に

よ

っ
て

明

治

初

期

の
協

議

費

の

全

容

が

わ

か

る

が

、

こ

れ

は

南

箕

輪

に

お
け

る
財

政

全

体

の
状

態

を

示

す

も

の
で

は

な

い
。

同

年

の

二
戸
長

役

場

経

費

決

算

書

」

に

よ

る
と

、

支

出

総

額

は

二

六

九

円

七

七

銭

余

に

な

っ
て

お

り

、

二

二

円

二

三

銭

余

の
赤

字

決

算

に

な

っ
て

い
る

。

こ

の
赤

字

部

分

を

除

外

し

て

も

、

協

議

費

の
外

に

Ｉ
〇

四

円

余

の
歳

入

が

あ

っ

た
こ

と

が

わ

か
る

。

そ

の
歳

入

は

お

そ

ら

く

地

方

税

下

げ

渡

し

で

あ

っ

た
と

考

え

ら

れ

る

。

翌

明

治

一

五

年

度

の
協

議

費

支

弁

条

例

（
予
算
書
）
で

は

、

予

め

地

方

税

下

げ

渡

し

金

が

歳

入

に

加

え

ら

れ

て

立

案

さ

れ
て

い
る

が

、

一
四

年

の
段

階

で

は
ま

だ

こ

の
よ

う

な

形

式

が

定

ま

ら

な

か

っ

た

の

で

あ

ろ

う

。

さ

ら
に

、

地

方

税

か

ら
支

弁

さ

れ
亘

戸
長

以

下

の
給

料

旅

費

、

職

務

取

扱

費

等

は
別

枠

に

な

っ

て

い

る

の

か
、

こ

こ
に

は
計

上

さ

れ

て

い
な

い

。
学

校

教

育

費

に

つ

い

て

は
、

当

時

の
大

き

な

費

目

で

あ

っ
た

が

、

明

治

一

四

年

以

降

学

区

町

村

会

法

第

九

条
に

よ

り
、

村

協

議

費

と

は
別

個

の
も

の
と

し

て

、

学

区

毎

に

別

途

に

徴

収

さ

れ
使

用

さ

れ

た

。

㈲
治

一

七
年

の
、

本

村

を
含

む
第

二
〇

番

学

区

の
教

育

収

入

予

算

書

に

よ

る

と

次

の

よ

う

に

な

っ
て

い
る

。

一
金
四
百
六
拾
八
円

八
〇

銭
　
　

教
育

費

地
価
八
分
　

戸
数
二
分

内
訳
金
三
百
七
拾
五
円

四
銭
　

地
価

割

五
万
四
千
三
百
八
十
七
円
三
十
九
銭

二
割
り
拾
円

二
付

キ
六
銭
八
厘

九
毛
六
糸
内

金
九
拾
三
円
七
十
六
銭
　
　

戸
数
割

十

七
年

七
月
一
日
調
戸
数
弐
百
八
十
七
戸
一
戸

二
付

キ
三
十
二
銭
六
厘

六
毛
九
糸

（
現
在
戸
数
二

九
三
戸
）

こ

の

よ

う
に

教

育

費

は
別

途

で

あ

輿

や

は
り

地

価

お

よ

び

戸

数

に

賦

課

し

て

い

る

。

十

七
年

の
協

議

費

の
地

価

割

が
地

価

一
〇

円

に

つ
き

八

銭

六

厘

、

戸

数

割

が

七

一
銭

で

あ

っ

た

か
ら

、

教

育

費

負

担

は

か
な

り

高

い
も

の
で

あ

る

。

神

社

祭

典

等

の
費

用

も

従

来

は
村

入
用

で

あ

っ

た

も

の

が
、

こ

の
時

期

で

は
村

と

は
別

の

団

体

の

費

用

と

し

て

徴

収

さ

れ

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。
し

た

が

っ

て
明

治

一
〇

年

代

の
協

議

費

（
村
財
政
）

を
見

る

場

合

、

こ

れ
ら

の
事

情

を

考

慮

に

入

れ

て

み

る
必

要

が

あ

る

。

銘8



第 ４節　村の行財政・金融

な
お
、
明
治
一
五
年
～
一
八
年
の
村
費
歳
入
源

は
表
6
1
1
2
の
よ
う
で
あ
る
。

明
治
一
五
年
長
野
県
会
は
、
戸
長
役
場
の
仕
事
は
町
村

独
自
の
仕

事
が
大
部
分

で
あ
る
と
し
て
、
戸
長
給
料
そ
の
他
費
用

の
下

げ
渡

し
を
半

減
し
た
が
、
明
治
一

七
年
に
な
る
と
、
自
由
民

権
運
動
を
抑
え
中

央
集
権

を
強
化

す
る
た
め
、
戸
長
以

下

の
給
料
旅
費
は
再
び
全
額
県
費
負
担
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
松
方
財
政
に

よ
る
デ
フ

レ
政
策
は
農
村
を
深

刻
な
不
況

に
落

し
入
れ
、
村
財
政

を
窮
迫

さ
せ

て

い
る

。ｄ
」
　市

町
村
制
実
施
か
ら
大
正

時
代
の

村
財
政

明
治
二
一
年
の
四
月
市
町

村
制

が
公

布

さ

れ
、

翌
年
四
月
か

ら

施

行

さ

れ

指 圧 額

｜,218.80 円

地　租　附　加　税

(ｱ4,0％)

戸数割附加税

(24じ8％)

市

税

ル

4,605.74 円

地租附加税

(34%)

戸　数　割　附　加　税

(57％)

県
営
附加

其

他
//36

6,899,21 円

地 租
附加税
(12%)

戸　数　割　附　加　税

㈲ ％）

県
営
附加

其

他
//42

7,385.73 円

地 租
附加税
(13％)

戸　数　割　附　加　税

(64%)

附県
雑

加税

所

得
税
附
加

其

他
シ

30,325.55 円

附所

得

加税

附県

雑

加税

税戸　 数　 割　 附　 加

(ｱ5％)

３
昭

和

16,408.48 円

其他」 ‾

地租附加税

(25％)

村 民 税

(22％)

地租以内の
国税附加税
巾％）

村民税外
の
独立税
(12%)

県　税

附加税
其他//17

図6-15　村税 の税目とその税収中の比重（ 南箕輪村）

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
従
来
の
戸
長
制
か
ら
、
町
村
行
政
は
町
村
長
、
助
役

を
中

心
と
し
て
運
営
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
時
の
内
務
大
臣
か
ら
知
事
あ
て
の
内
訓

に
「
町
村
制
施
行
上
最
も
重
要
な
こ
と
は
町
村
長
、
助
役
に
人
を
得
る
こ
と
で
あ

り
、
有
給
に
よ
る
町
村
長
を
置
く
こ
と
は
町
村
制
の
趣
旨
に
そ
わ
ず
、
将
来
に
弊

害
を
遺
す
恐
れ
が
あ
る
Ｅ
」
と
し
、「
自
治
は
本
来
名
与
職
に
よ
る
奉
公
心
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。」
と
し
て
、
町
村
長
、
助
役
は
名
与
職
と
し
て
無
給
が
原
則
で

あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
自
治
の
基
と
な
る
町
村
財
政
の
確
立
し
て
い
な
い
段
階
に
お
け
る
町

村
財
政
の
膨
張
を
抑
え
る
一
方
策
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
中
期
の
村

財
政
の
内
容
は
ど
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
資
料
が
な
く
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
が
、
全
県
的
な
傾
向
と
し
て
は
、
財
政
支
出
の
う
ち
二
五
％
内

外
を
役
場
費
が
占
め
、
学
区
制
廃
止
に
よ
り
教
育
費
が
再
び
村
財
政
の
最
大
の
支

出
項
目
と
な
っ
て
常
時
五
〇
％
内
外
に
達
し
、
土
木
費
が
役
場
費
に
つ
い
で
第
三

位
の
支
出
項
目
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
財
政
は
災
害
復
旧
費
の
急
増
、
教
育
費

の
漸
増
で
次
第
に
膨
張
し
て
い
た
。

市
町
村
制
に
お
い
て
は
「
租
税
を
主
た
る
財
源
と
せ
ず
財
産
よ
り
生
ず
る
収
入

を
も
っ
て
支
弁
す
べ
き
も
の
と
す
る
」
と
い
う
考
え
方
の
も
と
に
、
明
治
二
五
年

こ
ろ
か
ら
、
町
村
基
本
財
産
の
造
成
に
よ
る
町
村
財
政
の
確
立
を
図
る
こ
と
が
奨

励
さ
れ
た
。
こ
ん
な
状
勢
の
と
き
南
箕
輪
村
に
お
い
て
は
、
明
治
二
七
年
小
学
校

校
舎
全
焼
と
い
う
重
大
事
件
が
発
生
し
た
。
村
で
は
大
き
な
借
金
を
し
数
年
の
歳

月
を
要
し
て
学
校
を
再
建
し
た
が
、
三
四
年
の
段
階
で
そ
の
村
債
の
償
還
に
四
、

Ｏ
Ｏ
Ｏ
円
ほ
ど
を
必
要
と
し
て
い
た
。
こ
れ
は
当
時
の
平
常
の
年
間
の
歳
出
額
に

ほ
ぼ
等
し
い
額
で
あ
っ
て
、
村
財
政
に
と
っ
て
極
め
て
大
き
な
負
担
で
あ
づ
た
。

こ
の
火
災
を
契
機
と
し
、
明
治
二
八
年
村
議
会
は
大
芝
原
に
一
〇
町
歩
の
学
校

林
を
設
置
し
、
さ
ら
に
同
四
四
年
に
は
Ｉ
〇
〇
町
歩
の
学
校
林
を
増
設
し
、
基
本

財
産
の
蓄
積
に
努
力
し
て
い
る
。

銘 夕



歳

入
歳

出

額

45,000

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

歳出 入

円

年

度

歳 入 歳 出 の 内 訳

図6-16　 明治36～大正14年歳入歳出の状況

第６章 村 の 発 展

15

6 卯



第 ４節　村 の行財政・金融

明
治
四
四
年
、
市
町
村
制
が
改
正
に
な
り
監
督
官
庁
の
権
限
が
強
化
さ
れ
中
央

集
権
化
か
進
み
、
そ
れ
に
伴
っ
て
地
方
税
制
も
改
正
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
村

は
大
正
三
年
村
税
賦
課
徴
収
規
定
を
作
っ
た
が
、
村
税
は
依
然
と
し
て
地
租
附
加

税
、
戸
数
割
が
中
心
で
あ
り
、
税
収
中
に
占
め
る
各
税
目
の
比
重
は
図
６
－
1
5
の

よ
う
で
あ
る
。
明
治
の
初
期
で
は
地
租
附
加
税
が
圧
倒
的
で
全
体
の
四
分
の
三
を

占
め
て
い
る
が
、
し
だ
い
に
そ
の
比
重
は
低
下
し
、
こ
れ
に
代
わ
っ
二
戸
数
割
附

加
税
が
大
き
く
な
り
、
明
治
四
二
年
で
は
八
〇
％
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
傾
向
け

昭
和
一
五
年
の
税
制
改
革
（
戸
数
割
全
廃
）
ま
で
続
い
て
い
る
。

明
治
三
六
年
以
後
大
正
期
ま
で
の
南
箕
輪
村
の
歳
入
歳
出
の
状
況
は
図
６
－
1
6

の
よ
う
で
あ
る
。

歳
人
面
で
み
る
と
、
全
歳
人
中
村
税
の
占

め
る
比
率
が
三
七
年
で
七
四
・
三

％
、
大
正
三
年
で
六
七
∴

％
、
同
一
三
年
で
六
一
・
一
％
と
ほ
ぼ
三
分
の
二
を

占
め
、
国
々
県
か
ら
の
交
付
金
は
大
正
二
二
年
で
僅
か
に
九
・
〇
六
％
に
な
っ
た

の
み
で
、
財
源
面
で
の
自
主
性
は
強
か
っ
た
と
い
え
る
。

歳
出
面
で
み
る
と
、
前
時
期
に
続
い
て
教
育
費
が
最
大
の
費
目
を
示
し

て

い

る
。
村
の
小
学
校
の
校
舎
の
建
築
、
修
繕
、
教
員
の
給
与
等
す
べ
て
村
負
担
で
あ

っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
次
に
役
場
経
費
お
よ
び
議
会
費
が
大
き
い
。
さ
ら
に
、
こ

の
時
代
は
、
伝
染
病
が
し
ば
し
ば
流
行
し
、
年
に
よ
っ
て
は
大
き
な
負
担
と
な
っ

て
い
る
。
大
正
三
年
、
同
一
三
年
基
本
財
産
形
成
の
た
め
の
積
立
て
が
多
い
の
も

注
目
さ
れ
る
。

明
治
末
期
以
後
村
財
政
が
次
第
に
膨
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
当
時
一
般
的
な
地

方
財
政
の
傾
向
と
し
て
、
中
央
集
権
の
強
化
に
対
抗
し
て
町
村
自
治
の
独
立
を
全

う
し
、
世
運
の
進
歩
を
図
る
動
き
が
強
ま
っ
た
こ
と
、
道
路
交
通
な
ど
の
公
共
事

業
費
お
よ
び
教
育
費
の
増
大
、
諸
物
価
の
騰
貴
な
ど
が
原
因
と
さ
れ
て
い
る
が
、

特
に
第
一
次
大
戦
後
の
好
景
気
と
、
本
村
に
お
い
て
は
大
正
一
二
年
の
小
学
校
新

校
舎
（
南
校
舎
）
増
築
な
ど
が
原
因
で
、
財
政
の
膨
張
は
急
激
で
あ
っ
た
。

囲
　
昭
和
経
済
恐
慌
・
戦
時
体
制
下
の
村
財
政

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
始
ま
っ
た
世
界
経
済
恐
慌
は
、
昭
和
四
年
後
半
か
ら
繭
糸

価
格
の
暴
落
と
し
て
農
村
経
済
を
直
撃
し
た
。
繭
価
の
暴
落
は
昭
和
五
・
六
・
七

年
と
続
き
、
特
に
昭
和
五
年
に
は
米
価
の
下
落
も
あ
っ
て
農
家
の
収
入
減
は
著
し

く
、
村
財
政
に
対
し
て
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
村
民
の
窮
迫

に
よ
る
税
金
の
滞
納
で
あ
る
、
昭
和
六
年
～
八
年
の
村
税
の
滞
納
状
況
を
示
す
と

次
の
よ
う
で
あ
る
。

μ　　μ　 昭

和

八 七 六

り　　μ　 年

年

度

一一 一 一
九 九 〇

ゝ　　ゝ 　　ゝ

六　 四　 一

六　 四　 二

ー　 五　 四

円

村

税

調

定

額

一 一 一
七 五 五

ゝ　　ゝ 　　ゝ

五　 四　 二

ー 九 七

〇　 三　 九

円

期
限
内

納
入

済
額

－　 一一
一 一一 〇 四

●　　●　　●
○　 四　 〇

％

滞

納

率

こ
の
た
め
、
村
当
局
は
基
本
財
産
積
立
て
の
停
止
、
過
年
度
積
み
立
て
の
基
本

財
産
の
歳
入
へ
の
繰
入
れ
な
ど
の
や
り
繰
り
の
ほ
か
、
積
極
的
施
策
の
抑
制
な
ど

に
よ
る
緊
縮
財
政
に
よ
っ
て
不
況
を
切
抜
け
る
方
策
を
採
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

長
期
化
す
る
不
況
の
た
め
村
民
救
済
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
そ
の
た

め
の
予
算
を
計
上
せ
ざ
る
を
得
ず
、
応
急
土
木
事
業
費
と
し
て
昭
和
七
年
に
四
、

九
二
〇
円
、
八
年
に
八
、
五
一
八
円
、
九
年
一
万
九
、
五
六
三
円
、
一
〇
年
に
は

一
万
七
、
八
八
〇
円
を
計
上
し
、
教
育
費
の
自
然
増
と
共
に
、
昭
和
七
年
か
ら
財

政
は
再
び
膨
張
を
始
め
て
い
る
。
昭
和
の
始
め
か
ら
、
二
〇
年
ご
ろ
ま
で
の
村
財

政
の
歳
入
出
の
状
況
を
グ
ラ
フ
に
よ
っ
二
不
す
と
図
６
－
1
7
の
よ
う
に
な
る
。

昭
和
六
年
失
業
救
済
農
山
漁
村
臨
時
対
策
低
利
資
金
制
度
が
設
け
ら
れ
、
村
は

県
よ
り
こ
の
制
度
資
金
二
万
二
、
〇
〇
〇
円
を
借
り
入
れ
て
村
民
に
転
貸
を
し
、

昭
和
七
年
に
は
一
万
二
、
〇
五
〇
円
の
養
蚕
応
急
資
金
を
勧
業
銀
行
か
ら
、
各
種

銘7
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歳入 歳出の内訳　
厚生
戦時特

社会

事業費

(2.8％

イ

ン

フ

レ

ー

シ

ョ

ン

昭和3 ～20年歳入歳出グラフ

200,000

19

18

17

16

j50,000

団
体

に
融
資

が
受
け

ら
れ
る
よ
う
措
置

を
と
り
、
九
年
に
は
養
蚕
不
況
救
済

の
た

め
融
資
を
受

け
て
耕
地
改
良

事
業
等

を
実
施
し
て

い
る
。

し
か
し
、
不
況
下

で
財

政
上
極

め
て
困
難

な
時
代
で

あ
っ
た
に
も

か

か

わ

ら

ず
、

村
政
推
進
の
揚

と
し
て
の
役
場
庁
舎

の
老
朽
狭
隆
化

け
放
置

す
る
こ
と
が
で

き
ず
、
数

年
来

の
計
画
に
基

づ
き
新

し
い
役
場
庁
舎

の
建
設
（
費
用
九
、
一
四
五
円
）

が
昭

和
七
年
に
行

な
わ
れ
、
基
本
財

産
蓄
積

の
た
め
の
大
芝
原

・
三
本
木
原

・
北

原

等
の
村
有
林
に
対
す
る
扁

柏
を
中

心
と
す
る
植
林
と
、

手
入

れ
間
伐
等

の
育
成

作
業
が
大
正
末
期
か
ら
昭

和
九
年
ま
で
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

村
饌
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
昭
和

二
年
自
作

農
創
設
維
持
資
金
三
万
四
、
〇
〇

歳 入

一

声

／

０

４
　

３
　

２
　

１
　

０

Ｉ
　

ｊ
　

－
　

－
　

－

歳 出

-

世

界

恐

慌
４

ｒ　　　　　　　 ｌ

９
　

８
　

７
　

６

50,000
ゝ
ゝ

救

済　 ノ

土 災
一

役
場

害

復
旧

木

事
業

新

築

¬

大三

植
林

本
木芝

新

築

４
　

３
　

２

歳

入
歳

出

額

000

円

10

7 8 9 1011 12131415161718 19 20
６５４

和

２ ３

年

年

度

歳出入

図6-17　 昭 和3 ～20 年の歳入歳出の状況

○
円
の
起
債
が
あ
り
、
不
況
対
策
と
し
て
先
に
述
べ
た
失
業
救
済
対
策
低
利

資

金
、
養
蚕
応
急
資
金
等
多
く
が
村
債
の
形
を
と
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
返
済
は
転
貸

を
受
け
た
村
民
の
返
済
に
よ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
不
況
の
長
期
化
に
よ
っ
て
そ
の

延
滞
が
多
く
、
昭
和
一
〇
年
代
の
行
政
の
重
要
な
課
題
と
な
っ
た
。

昭
和
七
年
こ
ろ
か
ら
各
村
に
経
済
更
生
委
員
会
が
作
ら
れ
、
市
町
村
経
済
の
更

生
趾
画
の
策
定
実
行
、
負
債
整
理
事
業
、
町
村
財
政
確
立
の
た
め
の
努
力
が
、
戦

時
体
制
下
の
昭
和
一
四
～
五
年
ま
で
続
け
ら
れ
た
。

昭
和
一
五
年
、
ま
た
地
方
税
制
が
改
正
さ
れ
た
。
こ
れ
は
地
方
税
制
の
画
期
的

改
革
で
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
新
た
に
南
箕
輪
村
税
賦
課
徴
収
条
例
が
制
定
さ

銘2



第４節　村 の行財政・金融

れ

た
。

そ

の
抜

粋

を

示

す

と

次

の

よ

う

で

あ

る

。

南
箕
輪
村
税
賦
課
徴
収
条
例
（
抜
粋
）

第
一
章
　

総
則

第
一
条
　

略

第
二
条
　

本
村
ト

シ
テ
課

ス
ル
モ
ノ
左
ノ
如

シ

国
税
附
加
税
＝
地
租
附
加
税
　

家
屋
税
附
加
税
、
営
業

税
附
加
税

、
鉱
区

税
附
加
税

県
税
附
加
税
＝
反
別
税
附
加
税
　

自
動
車
税
附
加
税
、
電
柱
税
附
加
税

、
不
動

産
取

得
税
附
加
税
　

漁
業
権
税
附
加
税
、
狩
猟
者
税
附
加
税

独
　

立
　
税

上

巾
町
村
民
税
　

舟
税
、
自
転
車
税
、
荷
車
税
、
金
庫
税
、
扇
風

機
税
、

犬
税

第
三
条
～
第

六
条
　

略

第

七
条
　

国
税
附
加
税

ノ
賦
課
率
左
ノ
如

シ

地
租

附
加
税
　

本
税

ノ
百
分

ノ
二
百

六
十
　

家
屋
税
　

本
税
ノ
百
分
ノ
三
百
六
十

営
　

業
　

税
　

本
税

ノ
百
分

ノ
二
百
六
十
　

鉱
区
税
　

本
税
ノ
百
分
ノ
十

第

八
条
　
県
税
附
加
悦

ノ
賦
課
率
左

ノ
如

シ

反

別
附
加
税
　
本
税

ノ
百
分

ノ
百
　
　

自
動
車
税
附
加
税
　

本
税
ノ
百
分
ノ
百

電
柱

税
附

加
税
　

百
分

ノ
百
　
　

不
動
産
取
得
税
附
加
税
　

本
税
ノ
百
分
ノ
百

第

九
条
　
独

立
税

ノ
賦
課
額
左

ノ
如

シ

舟

税
、
自

動
車
税
、
荷
車
税
、
金
庫
税
、
扇
風
機
税
、
犬
税

（
各
賦
課
額
略
）

第

十
条
　

村
民
税
（

二
十

五
等
級

二
分

チ
テ
各
納
税
義
務
者
ノ
賦
課
額
（

見
立
テ

ニ
依
り

毎
年
度
村
会
ノ
議
決

ヲ
経

テ
定

ム

（
以
下

略
）

（
役
場
文
書
）

村

税

制

は
国

税

附

加
税

、

県
税

附

加

税

、

独

立
税

の
三

本

立

て
に

な

り

、

独

立

税

内

に

初

め

て
村

民
税

が

生

ま

れ
、

戸

数

割

が
廃

止

さ

れ

た

。
し

か
し

、

地

租

附

加

税

、

家

屋

税

附

加

税

、

営
業

税

附
加

税

等

は
し

だ

い
に

弾

力

性

を
失

い
、

市

町

村

財

政

は

政

府

か

ら

の
配

付

税

、

地
方

分
与

税

へ

の
依

存

度

を
高

め

る
こ

と

と

な

り
、
昭
和
一
八
年
の
市
町
村
制
の
改
正
に
よ
っ
て
自
治
的
傾
向
は
次
第
に
否
認
さ

れ
、
国
政
－

県
政
－

市
町
村
政
と
い
う
一
元
化
が
は
か
ら
れ
、
村
政
は
戦
争
遂
行

施
策
の
下
達
機
関
と
し
て
役
割
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
村

財
政
は
昭
和
一
五
～
六
年
の
国
民
学
校
の
整
備
、
一
七
年
の
学
校
建
築
か
お
り
、

時
局
関
係
費
の
増
大
国
政
委
任
事
務
の
増
加
、
戦
時
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
高
進

な
ど
に
よ
犬

そ
の
規
模
は
し
だ
い
に
膨
張
し
た
の
で
あ
る
。

匈
　
太
平
洋
戦
争
後
の
村
財
政

昭
和
二
二
年
地
方
自
治
法
が
公
布
さ
れ
、
従
来
の
市
町
村
制
は
廃
止
さ
れ
、
地

方
税
法
も
逐
次
改
正
さ
れ
た
。
二
Ｈ
年
に
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
激
化
に
伴
う

財
政
の
急
膨
張
に
対
処
す
る
住
民
税
の
大
幅
値
上
げ
、
二
五
年
五
月
の
地
方
財
政

平
衡
交
付
金
法
の
公
布
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
よ
り
根
本
的
な
変
革
は
、
二
五
年

八
月
の
、
占
領
軍
に
よ
る
シ
ャ
ウ
プ
税
制
勧
告
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
地
方

税
制
は
根
本
か
ら
再
編
成
さ
れ
、
現
行
税
制
の
基
礎
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
町
村
税
の
中
心
に
独
立
税
と
し
て
の
町
村
民
税
と
固
定
資
産
税
を
据
え
、

そ
の
税
収
と
政
府
か
ら
の
平
衡
交
付

金
（
二
九
年
度
か
ら
地
方
交
付
税
と
な
亘
、

国
、
県
か
ら
の
補
助
金
に
よ
っ
て
財
政
を
運
用
す
る
と
い
う
骨
組
み
が
作
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

戦
後
に
お
け
る
財
政
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
自
然
膨
張
の
外
、
民
主
的

諸
制
度
の
制
定
に
よ
っ
て
歳
出
面
の
多
様
化
と
と
も
に
、
絶
対
額
も
急
膨
張
を
示

す
こ
と
に
な
っ
た
。
戦
後
に
お
け
る
南
箕
輪
村
の
歳
入
歳
出
の
状
況
を
グ
ラ
フ
に

よ
っ
て
示
す
と
図
6
1
1
8お
よ
び
1
9の
と
お
り
で
あ
る
。

村
の
財
政
を
歳
人
面
で
み
よ
う
。
ま
ず
、
村
税
収
入
で
あ
る
が
、
全
歳
人
中
に

占
め
る
村
税
の
割
合
は
、昭
和
二
五
年
の
三

丁

八
％
か
ら
し
だ
い
に
減
少
し
、四

〇
年
・
五
〇
年
度
は
一
五
～
一
七
％
台
に
低
下
し
て
い
る
。
五
五
年
に
は
二
〇
％

台
に
回
復
し
て
い
る
が
、
全
般
的
に
減
少
傾
向
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
反
面

で
地
方
交
付
税
、
国
、
県
の
支
出
金
ま
た
は
補
助
金
の
割
合
が
非
常
に
高
く
な
っ

6 お
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第６章 村 の 発 展

その他　村 税 総 額

円
251　 ‾`う3 沁匹I^　｜　　'I｣(繭)゛　　 ｜　 ｜ 「15,313,218.00

軽自動車荷車税(9％)｣　[

ﾂﾞ

電気ガス税(5.5％)

昭

和

ﾉﾉ40

詰

，

ご

煙草消費税(8％)
軽
涵

車
百 石 電気ガス税(6％)

ﾉﾉ55
　

，

混

軽自動車･電気ガス税(14％)　 煙草消費税(6％)

図6-20　 税収の科目とその比重

て
い
る
。
昭
和
二
五
年
の
両
者
合
わ
せ
て
三

六
・
六
％
か
ら
、
四
〇
年
の
四
五
・
五
％
と

増
し
、
昭
和
四
五
年
に
は
六
ご∵

二
％
に
達

し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
地
方
交
付
税
は
定
め

ら
れ
た
規
準
に
従
っ
て
算
定
交
付
さ
れ
、
そ

の
歳
出
は
村
行
政
の
裁
量
に
委
さ
れ
て
い
る

と
は
い
え
あ
る
程
度
の
制
約
は
免
れ
ず
、
村

独
立
の
自
主
的
財
源
は
ま
さ
に
三
〇
％
程
度

で
、
俗
に
い
う
三
割
自
治
と
い
う
実
態
が
、

財
政
面
で
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え

る
。な

お
、
戦
後
に
お
け
る
税
収
の
内
容
は
図

６
－
2
0
の
と
お
り
で
あ
る
。

次
に
財
政
を
晟
出
面
で
み
て
い
こ
う
。
教

育
費
は
依
然
と
し
て
大
き
な
費
目
で

あ
る

が
、
教
員
給
が
県
費
負
担
と
な
っ
た
こ
と
か

ら
、
平
常
年
に
お
い
て
は
そ
の
比
率
は
か
な

り
低
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
民
主
化
の
進
展
と
共
に
社
会
労
働
施
設
費
な
い

し
民
生
費
の
増
額
と
な
っ
て
現
わ
れ
、
ま
た
、
戦
後
の
食
糧
の
増
産
と
農
業
の
近

代
的
発
展
の
た
め
の
産
業
経
済
費
が
増
加
し
、
さ
ら
に
四
〇
年
ご
ろ
か
ら
土
木
費

が
全
歳
出
の
Ｉ
〇
上
一
〇
％
に
達
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

昭
和
二
六
年
一
〇
月
に
行
わ
れ
た
社
会
保
障
制
度
の
勧
告
に
基
づ
く
施
策
、
と

く
に
二
八
年
こ
ろ
か
ら
始
め
ら
れ
た
公
設
保
育
所
の
開
設
、
民
主
化
の
要
請
に
よ

る
社
会
労
働
施
設
な
い
し
民
生
費
の
増
大
、
戦
後
の
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
時
に
生
ま
れ

た
子
供
た
ち
の
学
齢
化
に
よ
る
小
学
校
校
舎
の
増
築
の
必
要
等
が
重
な
り
、
さ
り

と
て
経
済
的
復
興
は
充
分
で
な
く
、
と
く
に
昭
和
二
八
年
の
大
冷
害
は
農
村
経
済

に

大

打

撃

を

与

え

、

町

村

財

政

は
極

め

て
困

難

な
状

態

に

あ

フ
だ

。

こ

の

た

め
、

昭

和

三

〇

年

ご

ろ

地

方

財

政

は

極

度

に
悪

化

し
、

赤

字

団

体

が
急

速

に

増

加

し

た

。

同

年

一

二

月

こ

の
よ

う

な

地

方

財

政

を

再
建

す

る

た

め

「
地

方

財

政

再

建

促

進

特

別

措

置

法

」

が

公

布

さ

れ

た

。

こ

の
法

の

適
用

を
申

請

し

た
赤

字

団

体

は
再

建

債

の
発

行

を

認

め

ら

れ

、

そ

の

利

子

補

給

を

国

か

ら
受

け

る

こ

と

が

出

来

る

が

、

国

の
強

い
指

導

統

制

を

受

け

る

こ

と

に

な

っ

た

。
長

野
県

も

昭
和

ご
二

年

、

遂

に

財

政

再

建

団

体

と

な

っ
た

が

、

そ

の

後

の

急

速

な
経

済

の
発

展

に

よ

っ

て
税

収

の
伸

び
か

お

り

、

三

六

年

再

建
団

体

か

ら

脱

却

す

る

こ

と

が

で

き

た

。

南

箕

輪

村

は

こ

の
よ

う

な

地

方

財

政

の

困

難

な
時

代

も
、

よ

く
村

民
に

大

き

な

負

担

を

課

す

る

こ

と

な

く

し

て

赤

字
団

体

に

転

落

す

る

こ

と

も

な

く
乗

り
切

る

こ

と

が

で

き

た

。
そ

の
乗

切

り

策

を

み

る

と

、

第

一

に

基

本

財

産

の

一

般

会
計

へ

の
繰

り
入

れ
で

、

そ

れ
は

次

の
よ

う

に

行

わ
れ

た

。

昭
和
二
二
年
　
　
　
　

四
二
六
、
〇
〇
〇
円
　
　

三
四
年
　
　
　
　

一
六
二
、
三
八
四
円

二
四

″
　
　
　
　

六
〇
〇
、
〇
〇
〇

″
　
　
三
五

か
　
　

七
、
六
三
五
、

コ

ー五

″

二

八

″
　
　
四
、

六
一
五
、
一
九
七

″
　
　
三
八

″
　
　
二
、
六
五
一
、
四
〇
〇

″

二

九

″
　
　
二
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇

″
　
　
三
九

″
　
　
　
　

六
二
六
、
〇
〇
〇

″

三
〇

″
　
　
一
、

七
〇
〇
、
〇
〇
〇

″
　
　
四
〇

″
　
　
八
、
九
六
七
、
〇
〇
〇

″

三
二

″
　
　
　
　

二
二
九
、
九
九
八

″

そ

の

二

は
村

債

の
起

債

で

あ

り

、

そ

れ

は
次

の
よ

う

で

あ

っ
た

。

昭
和

二
二

年
　
　
　
　

一
八
一
、
〇
〇
〇
円
　
　

三

八
年
　
　

九
、
三
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

二
七

″
　
　

一
、
三
〇
〇
、
〇
〇
〇

″
　
　
三

九

″
　
一
一
、
一
〇
〇
、
〇
〇
〇

″

三
〇

″
　
　

一
、
九
二
〇

、
〇
〇
〇

″
　
　
四
〇

″
　
　
九
、
三
〇
〇
、
〇
〇
〇

″

三
一

″
　
二
二

、

コ

ー四
、

七
ニ

ー
″

三
一
″
　
　
　
　
二
〇
四
、
九
七
二

″

こ
の
よ
う
に
本
村
に

お
い
て
も
基
本
財
産

の
一
般
会
計
へ

の
繰
り
入

れ
、
村
債

の
起
債
が
行

な
わ
れ
た
が
、
歳
入
総
額

か
ら
見

れ
ば
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
額
で
は
な

日妬
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く
、
村
財
政
を
救
っ
た
最
大
の
力
を
持
っ
た
の
は
第
三
の
財
産
収
入
で
あ
っ
た
。

南
箕
輪
村
は
明
治
二
八
年
こ
ろ
か
ら
歴
代
村
長
の
指
導
の
も
と
に
村
民
一
丸
と
な

っ
て
、
基
本
財
産
と
し
て
村
有
林
を
育
成
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
漸
く

伐
期
に
達
し
て
お
り
、
こ
の
村
有
林
木
の
売
却
収
入
が
二
二
年
ご
ろ
か
ら
四
〇
年

こ
ろ
ま
で
、
村
財
政
に
大
き
な
寄
与
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
村
税

収
入
と
村
有
林
収
入
の
状
態
を
示
す
と
図
６
－
2
1
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
村
有
林
収
入
の
う
ち
、
昭
和
三
二
年
か
ら
三
八
年
ご
ろ
ま
で
は
、
奥
地
林

の
植
林
に
伴
う
伐
木
の
販
売
代
金
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
大
部
分
け
明
治
の
中
ご

ろ
か
ら
大
正
に
か
け
て
植
林
さ
れ
た
大
芝
原
村
有
林
の
伐
木
で
あ
っ
て
、
昭
和
二

七
年
か
ら
三
八
年
ご
ろ
ま
で
は
、
そ
の
販
売
額
が
村
税
収
入
を
上
回
っ
て
お
り
、

時
に
は
村
税
収
入
の
倍
以
上
の
寄
与
を
し
て
い
る
年
も
あ
る
。
こ
れ
が
、
南
箕
輪

村
の
財
政
を
健
全
な
姿
で
推
移
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
鏝
大
の
要
因
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
明
治
以
来
の
先
祖
の
汗
の
結
晶
の
お
か
け
で
、
赤
字
団
体
に
転
落
す

る
こ
と
な
く
村
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
い20212223242526272829303132333435363738394041424344
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え

る

。

昭

和

四

五

年

ご

ろ

か

ら

村

財

政

は

ま

た

急

速

に

膨
張

し

、

五

五

年

に

は
役

場

庁

舎

建

設

と

い
う

特

殊

事

情

は

あ

る

が

二
〇

億

円

の
大

台

に

乗

っ

て

い

る
、

こ

の

よ

う

な

急

膨
張

の

理
由

は

ど

こ
に

あ

る

だ

ろ

う

か

。
第

一

は
村

の

人
口

の
急

増

で

あ

る

。
昭

和

三

五
年

ご

ろ

か

ら
増

加

の
方

向

に

転

じ

た
村

の
人

口

は
、

社

会

的

増

と

第

二
次

ベ

ビ

ー
ブ

ー

ム
に

よ

る
出

生

率

の
増

加

に

よ

っ
て

、

県
下

で

も

有

数

の
人

口

急

増

村

と

な

り

、

そ

れ
に

応

じ
た

施

策

が

必

要

に

な

っ
た

。

第

二

は

、

日

本
経

済

の
発

展

が

急

速

で

こ

の
こ

ろ

か

ら

地

方

の
発

展

が

目

覚

ま

し

く
、

村

内

に

お

け

る

産

業

従

事

者

数

が

急

増

し
、

と

く
に

第

二

次

産
業

従

事
者

数

の

急

増

が

み

ら

れ

、
村

税

の

伸

び

が
著

し

く

な

っ

た

。
第

三

は
、

右

二
条

件

の
も

と

に

当

然

に

必

要

と

な

る
幼

児

保
育

施

設

の
拡

充

で
、

保

育

所

保

母

の
数

は
急

増

し

村

職

員

数

中

の
過

半

数

を
超

え

る
に

い

た

っ

た

こ
と

。
第

四

は
、

こ

の
よ

う

な

状

勢

の
中

で

次

々
に

継

起

す

る
大

型

事

業

の
実

施

で

あ

る

。
昭

和

四

四

年

か
ら

同

四

七

年

に

か

け

て

の
中

学

校

校

舎

の
全

面

改

築

、

四

八

～

五

四

年

の
各

保

育

所

の

増

改

築

、

四

九

年

の
小

学

校

増

築

、

五

一

年

の
村

民

体

育

館

の

建

設

、

五

二

～

四

年

の
第

二

次

農

業

構

造

改

善

事

業

及

び

西

部

開

発

事
業

、

さ

ら

に

五

五

～

六
年

の
役

場

新

庁

舎

建

設

事

業

等

々

で

あ

る

。

こ

れ

ら

は

必
要

欠

く

べ

か

ら

ざ

る
も

の

か
時

代

の

要

請

に

基

づ
く

も

の

が
多

い

が
、

他

面

で

か

な

り
積

極

的

な

財

政

運

営

も

行

な

わ

れ

て

い

る

と

い
え

る

。

こ

の

よ

う
に

し

て
財

政

の
急

膨

張
と

な

っ

た
が

、

こ

の
財

政

支

出

を

賄

う

た

め
、

次

の

よ

う
に

村

債

の
起

債

が
行

な

わ
れ

て

い
る

。

昭
和
四
五
年
　
　

コ
（

、

七
〇
〇
千
円
　
　
　

五
一
年
　
　

二
億
五
三
、
五
〇
〇
千
円

四

六

″
　
　
　
四
四
、
一
〇
〇

″
　
　
　
　

五
二

″
　
　
　
　

五
七
、
〇
〇
〇

″

四

七

″
　
　
　
三
三
、
一
〇
〇

″
　
　
　
　

五
三

″
　
　
　
　

五
九
、
〇
〇
〇

″

四

八

″
　
　

二
〇
、
四
〇
〇

″
　
　
　
　

五
四

″
　
　
　
　

八
五
、
〇
〇
〇

″

四
九

″
　
一
億

二
四

、
八
〇
〇

″
　
　
　
　

五
五

か
　
　
　

二
〇
七
、
五
〇
〇

″

銘Z
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五
〇

年
　
　
　

二
七
、
〇
〇
〇
千
円
　
　
　

五

六
年
　
　
　

三
四
五
、
三
〇
〇
千
円

し

た

が

っ
て
、

村

債

の

償

還

（
元
利

の
支
払

い
）
の

た

め

の
年

々

の

公

債

費

支

払

い
も

多

額

と

な

り
財

政
支

出

中

の
公

債

費

が
増

加

し

て

い
る

。

年
度
　
　
　

元

利
返
済
額
　
　
　
　
　
　

公
債

費
比

昭
和
五
〇
　
　
　

二
五
、
一
四
七
千
円
　
　
　

四
、
九
％

五
一
　
　
　

二
九
、
一
八
五

″
　
　
　
　

五
、
一

が

五
二
　
　
　

五
六
、
三
〇
七

″
　
　
　
　

八
、
五
μ

五
三
　
　
　

六
二
、
一
九
二

″
　
　
　
　

七
、
五

″

五
四
　
　
　

七
〇
、
五

六
二

″
　
　
　
　

七
、
一

″

五
五
　
　
　

八
〇
、
二

七
二

″
　
　
　
　

七
、
四

が

五

六
　
　

一
〇
一
、
四
一

九

″
　
　
　
　

七
、

七

″

五

七
　

（

コ

ー四
、

七
七
六

″
　
　
　

九
、
九

″
）
予
定

公

債

費

比

が

一

五
％

に
達

す

る

と
財

政

の

危

険
信

号

と

い

わ

れ

る

が
本

村

の
実

態

は

、

ま

だ

公

債

費

が

Ｉ
〇
％

未

満

で

あ

り

、

五

六
年

末

の
県

下

平

均

の
公

債

比

は

九

・

五
％

で

あ

り

、

類

似

町

村

の

そ

れ

と

比

較

し

て

み

て

も
悪

い
状
態

で

は

な

く
健

全

財

政

が

維

持

さ

れ

て

い
る

が

、

自

主

財

源

の

確

保

と

、
財

政

の

硬
直

化

を

防

止

し

、

健

全

財

政

の
維

持

に

は

一

層

の
努

力

が

必

要

で

あ

る

と

思

わ

れ

る

。

そ

の
努

力

の
一

つ
が

既

に

昭

和

四

〇

年

代

の
半

ば

か

ら

、

村

の

従

来

か

ら

の

方

針

を
揺

り
動

か
す

大

き

な

問

題

と

し

て

持

ち

上

っ
て

き

た
大

芝

原

観

光

開

発

の
問

題

で

あ

る

。

犬

芝

原

観

光

開

発

は
、

今

ま
で

の
山

林

経

営

と

い
う

方

向

の
大

転

換

で

、

村

内

に

賛

否

両

論

が

あ

っ

た

が
、

昭

和

四

八
年

大

芝

原

の

う

ち

一
三

万

坪

が

伊

那

国

際

ゴ

ル

フ

ク

ラ

ブ
に

貸

付

け
開

発

が
行

な

わ

れ
、

協

力

一
時

金

と
し

て

一
億

四

〇

〇

○

万

円

を

得

、

貸

地

料

と

し

て

坪

一

〇

〇
円

（
年
間

一
三
〇
〇
万
円
）

が

財

政

収

入

と

な

り

、

増

大

し

た
財

政
規

模

の
中

で

は
極

く

一
部

に

少

な

い
が
、

現

在

は
貸

地

料

も

坪

一

九

六

円

七

五

銭

に

改

訂

さ

れ

、
財

産

収

入

の

重
要

な
部

分

を
占

め

る

こ

と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
自
主
財
源
の
確
保
は
他
の
面
で
も
努
力
が
行
な
わ
れ
特
に
工
場
誘

致
等
に
そ
の
成
果
が
現
れ
っ
つ
あ
る
が
、
今
後
さ
ら
に
多
方
面
で
の
努
力
が
要
望

さ
れ
て
れ
る
。

三
　

金

融

の

発

展

】
」
　
従
来
か
ら
の
方
式
に
よ
る
金
融

１
　

土
地
売
買
に
よ
る
金
融

明
治
に
な

っ
て
土
地
に
対
す
る
封
建
的
諸
制
限
は
廃
止
さ
れ
、
土
地
の
売
買
は

自
由
に
な

っ
た
。
し

か
し
、
田

や
畑
は
農
民
に
と

っ
て
生
活
の
大
切
な
基
盤
で
あ

り
、
こ

れ
を
失

う
こ
と

は
農
家
経
済
の
崩
壊
に

つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
土

地

を
手
放
し

た
く
な

い
気
持
ち

は
切
実
で

あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

土
地
以
外
に
金
融

を
受
け

る
方
法
が
無

か
っ
た
た
め
か
、
土
地
の
売
買
は

か
な
り

頻
繁
に
行

な
わ
れ
て
い
る
。
明
治
時
代

の
初
期
に

お
け

る
本
村
内

の
土
地
売
買

の

実
態

を
掲
げ
る
と
表
６
－
1
3
の
よ
う
で
あ
る
。

明

治
一
四
年

こ
ろ
ま
で
の
年
間

の
耕
地

売
却
件
数

は
二
〇

～
五
〇
件
、
面
積

で

二
～
五
町

歩
程
度
、
金
額
で
二
〇
〇
〇
円
内
外

で
そ
れ
ほ
ど
大

き
な
額

で
は
な
い

が
、
松
方
財
政
に
よ
る
米
価
の
下

落
、
農
村
の
不
況

が
明

治

二
（

年
こ
ろ
か
ら
始

ま

っ
て
二
〇
年
こ
ろ
ま
で
続

い
て
お
妁
へ

こ
の
不
況
下

の
明
治
一
七
年
の
土
地
売

買
は
急
速
に
増
加
し
て

い
る

。
耕
地

の
売
買
件
数
で
一
二
八
件
、
面
積
で
三
〇
町

歩
に
達
し

て
お
り
、

こ
れ
は
、
当
時
村

の
耕
地
総
面
積
六
〇
〇
町
歩

の
五
％

に
当

た
っ
て
い
る
。
こ
の
割
合

で

Ｉ
〇
年
経
過

す
れ
ば
大
半

の
土
地

が
地
主
に
集
中

す

る
勢

い
で
あ
っ
て
、

売
買
土
地
価
格
（
山
林
原
野
を
含
む
）
も
そ
れ
ま
で

の
二
〇
〇

〇
円
内
外

か
ら
、

一
挙
に

Ｉ
〇

倍
余

の
二
万

余
円

に
達
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
不
況
時

に
土

地
売
買
が
急
増
し
て
い
る
こ
と
は
農
民
の
生
活
の

窮
迫
の
姿
と
共
に
、

他
に
資
金
調
達
の
道
の
な

い
当
時
の
金
融
の
実
態
を
示

し
て

い
る
と

い
え

よ
う

。

6 銘



第 ４節　村の行財政 ・金融

表
6
1
1
3
　明
治
初
期
南
箕
輪
に
お
け
る
土
地
売
買
の
実
態

計
原　山
野　林

宅 耕
地　地

金 面 件
額 積 数

金 面 件
額 積 数

金 面 件
額 積 数

五
五 町

九 〇

四 〇

円　畝

五 二 三
○ ○ 一

銭　歩　件

八 九
〇 四

円　畝

○ 一
五 〇 八

銭 歩 件

五 四

一 町
四 〇

円 六

四 畝 二

五 一 三
銭 ○ 件

明

治
－

○
年

一一
一五　 ｀

五 〇

七 四

ゝ　ゝ

五 二 一
〇 八 四

一

九 八

二 六
ゝ　ゝ

五 〇

〇 九 五

－一
三　 ｀

六 一

五 八
ゝ　ゝ

○ 一

○ 九 九

//

一
一

//

二 六

五　 ｀

六 四

六 八
ゝ　ゝ

六 二 五

八 一 七

一

八 九

四 一
ゝ　ゝ

○ ○ 一

〇 五 －

二 五

三　 ｀

八 五

二 七
ゝ　ゝ

六 一 四

八 六 六

//

一
一一

//

一 四

八　 ｀

五 八

八 五
ゝ　ゝ

九 〇 三

九 九 〇

一

＝　 ゝ一
八 五

一 八
ゝ　ゝ

○ －

○ ○ 九

一一 一
一五 ｀

七 二

七 六
ゝ　ゝ

九 二 二

九 九 －

μ

一

一一一
//

一一 一
八　 ｀

二 八
二 四

ゝ　ゝ

九 二 二

○ 八 九

一一
六 五

七 六
ゝ　ゝ

七 〇

五 〇 八

一一 一
五　 ｀

五 二

五 八

ゝ　 ゝ

一 一一 一 一
六 八 一

//

一
四

//

二 四
一一

八　 ｀
四 四

四 六

ゝ　ゝＪ

○ 二 八

七 三 五

一
一一

〇

一一一

一 五

八 七

一一
一○

四

一一
一
ゝ ＝

○ 二

六 八

//

一
七

//

２
　

無
　
　
　

尽

庶
民
の
相
互
金
融
の
組
織
と
し
て
の
無
尽
は
、
明
治
に
な

っ
て
も
そ
れ
が
減
少

す
る
ど
こ
ろ

か
、
ま
す
ま
す
盛
ん
に
行

わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て

い
る
。
家
屋

の
改

修
、
災
害
の
受
難
、
病
気
、
あ
る

い
は
馬

の
購
入
等
よ
ん

ど
こ

ろ
の
な

い
資
金

の

必
要
に
迫
ら
れ

た
と
き
、
発
起
人
（
頼
み
親
）
は
講
（
会
）
員

を
募

っ
て
無
尽
を
始

め
る
わ
け
で
あ

る
が
、
明
治

か
ら
大
正
、
昭
和
初
期

へ
か
け
て
、
馬

の
病
死
に
遭

い
、
新
し

い
馬

の
購
入

の
た
め
よ

く
馬
無
尽
が
当
て
ら

れ
た
よ
う
で
あ

る
。

無
尽

は
年
二
回
盆
と
暮
に
開

か
れ
る
の
が
通
例
で

あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
が
、
第

一
回

は
頼
み
親

が
取

り
人

と
な
り
、
二
回
以

後
は
せ

り
に

よ
り
取

り
人

が
定

め
ら

れ
、
講

が
開

か
れ
る
ご
と
に

そ
の
取

り
金

を
分
割
返
済
し

て
い
く
わ
け
で

あ
る
。

中

に
は
毎
回

の
掛
金

が
出
せ

な
い
よ
う
な
講
（
会
）
員

も

で

き
て
き
て
問
題
も
多

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

ま
と
ま
っ
た
資
金

を
必
要

と
す
る
事
態

が
生

ず

る
限

り
、
無
尽

は
絶
え
ず
新

し
く
生
れ
て
お
り
、
現
在
で
も
活
用

さ
れ
て
い
る
例

か
お
る
。

昭
和
三
年

に
お
け
る
南
箕

輪
村

の
無
尽

の
状
態

は
次

の
よ
う
で
あ
っ
た
。

無
尽
講
数

無
尽
金
額

未

収

金

講

員

数

八
二
組

二
万

七
、
一
〇
〇
円

九
万
九
、

七
五
〇
円

一
、
二
四
四
人

既

得

金
　

一
〇
万

六
、
六

九
五
円

一
か
年
掛
金
総
額
　

四
万
一
、
八
二
〇
円

（
村
勢
要
覧
よ
り
）

≒
　

新

し

い

制

度

に

よ

る

農

村

金

融

１
　

開
　

産
　

社

開
産
社
は
、
明
治
六
年
筑
摩
県
令
永
山
盛
輝
に
よ
り
管
下
の
筑
摩
・
諏
訪
・
安

曇
・
伊
那
四
郡
と
飛
騨
国
の
大
区
長
三
〇
名
を
招
集
し
て
、
彼
等
を
発
起
人
と
し

て
設
立
を
企
て
、
明
治
八
年
三
月
よ
り
開
業
し
た
半
官
半
民
の
金
融
組
織

で
あ

る
。
そ
の
目
的
と
し
て
は
、
開
産
社
発
行
大
綱
に
よ
る
と

コ

、
業
ヲ
勧
メ
産
ヲ

開
ク
コ
ト
」
と
あ
り
、
筑
摩
県
民
に
資
金
を
供
給
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
産

業
を
育
成
す
る
に
あ
っ
た
。

こ
の
開
産
社
の
資
金
は
、
明
治
四
、
五
年
の
窮
民
救
助
積
立
金
、
県
官
一
同
の

出
資
金
、
政
府
よ
り
の
拝
借
金
の
貸
し
下
げ
等
に
よ
っ
て
い
る
が
、
一
般
民
衆
か

ら
も
次
の
よ
う
に
積
立
金
を
徴
収
し
て
い
る
。

農
民
は
田
畑
一
反
ご
と
に

士
族
は
宅
地
三
〇
〇
坪
ご
と
に
　
　

｝
米
・
雑
穀
一
升
ず
つ
積
み
立
て

一
般
市
民
は
券
状
二
〇
円
ご
と
に

し
か
し
、
明
治
九
年
分
の
「
開
産
社
積
立
金
小
前
帳
」（
役
場
文
書
）
に

よ
る

と
、
村
の
総
地
価
一
〇
万
二
（
七
二
円
余
に
対
し
て
、
積
立
金
七
円
一
四
銭
と
な

っ
て
お
りへ

地
価
百
円
に
対
し
七
銭
の
積
金
を
徴
収
し
て
い
る
。

6四



第６章 村 の 発 展

こ

の

よ

う

な

資

金

を

基

に

し

て

、

目

的

に

添

っ
た

希

望

者

に

資

金

を

貸

与

し

た

わ

け

で

、

希

望

者

は

村

役
場

に

資

金

借

用

願

（
願
書
に
は
抵
当
に
充
当

す
べ
き
土
地

を
明
記
）

を

提

出

し

、

村

役

場

で

そ

れ

を

審

査

し
戸

長

の

奥

書

を
付

し

て
開

産
社

に

提
出

す

る

。
開

産
社

は

さ

ら
に

そ

れ

を

審

査

し
、

貸

与

の
可

否

、

貸

与

額

を
決

定

し

て

役
場

を
経

由

し

て
本

人

に

通

達

す

る
仕

組

み

に

な

っ

て

お

り
、

借

用

人

は

改

め

て
借

用

証

書
に

抵

当

証

書

を
添

え

て
提

出

す

る

。
借

用

証

書

の

一
例

を
示

す

と

次

の

よ

う

で

あ

る

。

記

一
金
四
拾
円

也
　
　

利

子
一
割
二
分

此
ノ
返
済
　
　

元

二
（

円
利
一
円
二

八
銭
　

明
治
十
年

八
月
二
十
五
日
迄

元

コ

ー円
利
一
円
二
〇
銭
　

″
　
　
　
　

十
月
廿
五
日
迄

元

コ

ー円
利
一
円
四
四
銭
　

″
　
　
　

十
二
月
廿
五
日
迄

右
（

田
流

レ
地
起
返
り
資
本
ト

シ
テ
正

二
借
用
中

シ
候
、
返
済
ノ
儀
（

前
書
ノ
通
り
割
合

致

シ
約
定
欽
上

ぺ

万
一
本
人
滞
り
候
ワ
バ
受
人
ニ
テ
弁
済
致
シ
条
則
ノ
通
り
聊
カ
モ
違

背
致

ス
間
敷

ク
、
コ
レ
ニ
依
り
別
紙
抵
当
証
書
相
添

工
差

シ
出

シ
候
也

明
治
十
年
十
一
月
十
八
口
　

第
十
七
大
区

八
小
区
伊

那
郡
南
箕
輪

村

本
　
　

入
　

加

藤
　
某

⑩

受
人
組
合
　

加
藤
　

某

⑩

親
類

組
合
　

加
藤
　

某

⑩

戸
　
　

長
　

高
木
省

三
⑩

開

産
社
御
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

副

戸

長
　

原
　

新
五
極

抵
当
証

書

田
　

三
力
所
　

三
反

八
畝
十
四
歩

（
略
記
）
代
価
一

六
九
円
一
三
銭

右
（

今
般

資
本

金
四
拾
円
借
用
致

シ
候

、
抵
当
差

シ
出

シ
置

キ
候
処
相
違
御
座
無

ク
侠

以

上

南
第

十
七
大
区

八
小
区
南
箕
輪
村
　

借
人
　

加
藤
　

某

受
人
　
加
藤
　
某

開
産
社
御
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

″
　

加
藤
　
某

前
書
ノ
通
り
地
所
地
引
帳
二
引
キ
合
ワ
セ
実
地
反
別
地
価
相
違
御
座
無
ク
候
　
以
上

明
治
十
年
十
一
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
村
戸
長
　
高
木
省
三

（
役
場
文
書
）

借

り
入

れ
金
額

は
、
開

産
社
資
金

が
不
足

の
た
め
か
希
望
額

は
貸
し

て
も

ら
え

ず
、
内
容
に

よ
っ
て
異

な
る
が
二
〇
～

一
〇
〇
円
程
度
で
、
そ

の
利
息

は

Ｉ
〇
〇

円
に

つ
き
月
一
円
と

な
っ
て
お
り
年
利
一
割

二
分
で

あ
っ
た
。
借
用
期
間

は
一
年

を
原
則
と
し
、
六

か
月

の
据
え
置
き

の
後
二

か
月
ご
と
に
三
回

く
ら

い
に
元
利

を

分
割
返
済
し
、
一

か
年
に
完
済
す

る
と

い
う
厳
し

い
条
件
で
あ

っ
た
。
抵
当

は
す

べ
て
農
地
で
あ
り
、
商
人
等
で
農
地
を
持
た
な

い
も
の
は
そ
の
請
人
加
抵
当

の
土

地
を
出
し
て
お
り
、
そ
の
額
は
代
価
（
地
価
）
が
借

り

入

れ
金
額
よ
り
か
な
り
多

く
、
右
の
資
料
で
は
四
倍
余
に
な

っ
て

い
る
。

資
金
借
り
入
れ
の
目
的
は
開
産
社

の
趣
旨
に
従

っ
て

お
り
、
生
活
資
金

の
借
り

入

れ
の
例

は
な
く
、
本
村
の
例
で
は
開
墾
・
荒
地
起
返
り

の
資
金
、
紺
屋
・
綿
屋
・

酒

造
・
製
糸
・
縮

緬
商
・
油
絞

り
等

の
生
業
資
金

の
借

り
入

れ
を
し
て

い
る
。

開
産
社
は
長
村
不
況
の
進
行
に
よ
り
貸
付
金
の
回
収
が
困
難
に
な
犬

ま
た
、

各
地
に
銀
行
の
設
立
を
見
る
に
至
っ
て
、
明
治
一
五
年
に
は
早
く
も
合
議
の
う
え

解
散
の
決
議
が
行
な
わ
れ
、
二
三
年
に
は
そ
の
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
間

僅
か
に

Ｉ
〇
年
足
ら
ず
で
あ
る
が
、
明
治
初
期
は
人
々
が
新
し
い
産
業
を
求
め
て

動
き
出
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
か
ら
、
金
融
上
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。

本
村
で
は
開
産
社
貸
出
し
の
初
年
度
で
あ
る
明
治
八
年
の
借
り
入
れ
希
望
数
は
一

〇
件
で
、
そ
の
金
額
は
四
五
〇
円
に
達
し
た
が
、
実
際
に
借
り
入
れ
が
で
き
だ
の

に
五
件
、
一
五
〇
円
で
あ
っ
た
。

２
　
銀
行
の
創
立
と
農
工
銀
行

石印



田
　
銀
行
の
創
立

明
治
九
年
、
国
立
銀
行
条
令
の
改
正
に
よ
っ
て
正
貨
準
備
の
条
件
が
無

く
な

り
、
長
野
県
内
に
も
明
治
一
〇
年
城
下
町
で
あ
っ
た
松
本
に
第
十
四
銀
行
、
上
ｍ

に
第
十
九
銀
行
、
翌
年
松
代
に
第
六
十
三
銀
行
、
飯
田
に
第
百
十
七
銀
行
と
四
つ

の
国
立
銀
行
が
生
ま
れ
た
。

こ
れ
ら
の
国
立
銀
行
の
う
ち
、
第
十
四
銀
行
と
第
百
十
七
銀
行
は
当
地
方
の
金

融
に
か
な
り
の
影
響
を

第 ４節　村の行財政・金融

表6-14　上伊那銀行・箕輪銀行の預金高と貸付高

／ ∧
預　　　　　　　 金 貸　　　 付　　　 金

現　在　高 期間預金高 現　在　高 期間貸付高

ぶこ

偕

行

明

治
四
四

上半期

下//

491,816

664,409

1,325,347

2,066,011

778,632

926,498

1,273,844

1,909,543

大
正

六

上//

下//

761,567

1，143,888

2,371,303

3,664,275

1,429,843

2,147,953

1,946,513

3,821,849

箕

輪

銀

行

明

治
四
四

並//

下//

16,260

17,830

34,137

44,828

52,354

58,072

82,538

116,510

大
正

六

並//

下//

26,275

36,844

31,454

108,011

93,876

107,598

49,655

114,801

与

え
た
も
の
と
思

わ
れ

る
。こ

れ
ら
の
国

立
銀
行

は
営
業
年
限

が
二
〇
年

間

と
定

め
ら
れ
て
い
た

の
で
期
限

後
は
そ
れ
ぞ

れ
私
立
の
銀
行

と
な
っ

た
。
日
清

戦
争
の
勝
利

は
日
本
経
済
を
大

き
く

発
展
さ
せ
、
上
伊

那
に

も
明
治
三
三
年
に
平

出

銀
行
（
朝
日
村
）、

犬
綿

屋

銀
行
、
上
伊

那
銀
行

（
以
上
伊
那
町
）
箕
輪

銀

行

（
中
箕
輪
村
）
、
庚
子

銀

行
（
赤
穂
村
）
が

生

ま
れ
、
ま
た
、
他
地
方

に
本
店
を
も

つ
銀
行
が

数

店
、
支
店
を
郡
内
に

設
け
、
明
治
三
〇
年
代

か
ら
大
正
時
代
に

か
け

て
は
銀
行
乱

立
の
状
態

と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

本
村
内
に

は
銀
行
本
店
、
支
店

は
設

け
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

近
く
の
上
伊

那
銀

行

な
ど
は
村
内

金
融

に
も
関

係
が
深

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
両

銀
行

の
明

治
四
四

年
と
大
正

六
年
の
預

金
及

び
貸
付

金
の
状
況

を
示

す
と
表
６
－
1
4
の

よ

う

で

あ

し
か
し
大
正
末
期
か
ら
、
昭
和
の
恐
慌
期
に
か
け
て
、
銀
行
は
倒
産
、
買
収
、

併
合
が
行
な
わ
れ
て
、
戦
時
体
制
下

に
な
っ
て
は
一
県
一
行
主
義
が
と
ら
れ
、
県

内
で
は
、
六
十
三
銀
行
と
十
九
銀
行
の
合
併
に
よ

っ
て
生
ま
れ
た
八
十
二
銀
行
の

み
と
な

っ
た
。

八
十
二
銀
行
は
各
地
に
支
店
を
持
ち
県
内
金
融
の
中
心
機
関
と
な

っ
た
が
、
戦

時
体
制
下

に
あ

っ
て
は
貯
蓄
的
機
関
と
し
て

の
性
格
が
強

く
な

っ
て

い
た
。

㈲

農

工

銀

行

農
工
銀
行

は
、
明
治

二
九
年

の
農
工
銀
行
法

の
制
定
に

よ
っ
て
各
府
県
に
設

立

さ
れ
た
不
動
産
銀
行
で
、
長
野
県
で

は
株
式
会
社
長
野
農
工
銀
行
と
し

て
長
野
市

に
設

立
さ
れ
、
松
本
に
そ

の
支
店
（
後
に
は
伊
那
に
も
支
店
）
が

設

け
ら
れ
て

い
る

。

政
府

は
こ

の
設

立
に
当

た
っ
て
一
県
三
〇
万
円

を
出
資
し

て
交
付
し

て
い
る
。

そ
の
目
的
と

す
る
と
こ
ろ
は
農
工
業

の
改
良
発
達
で
開

産
社

の
意
志

を
継
ぐ
も

の

で
あ
っ
た
。
そ
の
業
務
内
容

は
、

①
田
畑
な
ど
不
動
産
を
抵
当
と
し
て
年
賦
又
は
定
期
貸
し
付
け

②
地
方
公
共
団
体
へ
の
無
償
貸
し
付
け

③
農
漁
業
者
二
〇
人
以
上
の
連
帯
責
任
を
条
件
と
す
る
無
抵
当
貸
し
付
け

の
三

つ
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
法

が
改
正

さ
れ
て
産
業
組
合
貸
し
付
け

な
ら
び
に

耕

地
整
理
貸
し
付

け
も
行

な
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
う
し
て
、

農
工

銀
行

は
農
村
に

お
け
る
金
融

の
中

心
の
座

を
占

め
る
よ
う
に

な
っ
た
。
本
村
内

に
お
い
て
も
農
工

銀
行

か
ら
の
借
用

は
多

く
、

い
ま

Ｉ
例
を
示
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第６章 村 の 発 展

す

と

次

の
よ

う

で

あ

る

。

金
銭
貸
借
契
約
書

債

務

者
　

藤
沢
　

某

加

藤

某
　

他
十
一
名

右
代
理
人
　
藤

沢
　

某

立

会

人
　
松

本
士
族
　

都
築
良
弼

第

一
条
　

債
務
者
藤

沢
某
外
拾
弐
名
横
井
戸
掘
墾
開
田

ノ
費
途
二
充

ツ
ル
為

左
記

ノ
地
所

ヲ
第

一
番
抵
当

二
書
キ
入
レ
、
金
壱

千
四

百
円

ヲ
利

足
壹
力
年
九
分

ノ
定

メ
ヲ
以
テ
連

帯
責

任
ヲ
以

テ
借

り
受

ケ
　
株

式
会
社
長

野
農
工
銀
行
（

之

ヲ
貸

シ
付

ケ
其

ノ
金
円

ノ

受
渡

シ
ヲ
終
フ

セ
ジ

抵
当

左
ノ
如

シ

ｍ

畑

合
三
拾
四
筆

（
略
）

第
二
条
　

（
略
）

第
三
条
　

一
〇
ヵ
年
賦
　

上
半
期
一
〇

九
円

七
銭
　

下
半
期
一
〇
九
円
八
銭
ズ
ツ

第
四
条
～
第
十
二
条

（
略
）

右
関
係
人

二
読
ミ
聞

カ
セ
タ
ル
処
各
自
相
違
無
キ
事
ヲ
認
メ
左

二
署
名
捺
印
ス

明
治
三
十
二
年
六
月
拾
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
原
　

某
回

藤
沢
　

某
⑩

都
築
良
弼
⑩

株
式
会
社
長
野
農
工
銀
行
取

締
役
頭
取
　

西

沢
善
太
郎
殿

（
役
場

文
書
）

こ

れ

は
田

畑
区

の

有

志

コ

エ
名

が

原

の

地

域

に
横

井

戸

を

掘

削

し

、
畑

五

町

歩

、
原

野

三
〇

町

歩

を

開
田

す

る

資

金

と

し

て

、

三

〇
〇

〇

円

の

借
用

を

Ｉ
か

年

据

え
置

き
、

二
〇

か

年

年
賦

の

条
件

で

申

し
込

ん

だ

の
に

対

し

て

、

金

額

を

一
四

〇

〇

円

に

減
額

、

年

利

九

分
、

一
〇

か
年

年
賦

償
還

と

い

う

条
件

で
貸

借

契

約

が

成

立

し

た

も

の

で

あ

る

。

こ

の
横

井

戸

計

画

は
計

画

通

り

の

水

が
出

な

く

て
不

幸

に

し

て
失

敗
に

終

わ

り
、

そ

の
返

済

に

は
苦

労

が

あ

っ

た

こ

と

と
思

わ

れ

る

。
農

工

銀

行

か

ら

の
借

用

は
外

に

も

多

く
、

個

人
的

に

も

借

用

し

て

い

る

が
、

不

動

産

表6-15　 南箕輪郵便局の郵便貯金及び為替業務取扱い高

宋……` ､へ、　 種 類

年　

卜
｀`宋

尽卜
ヘヽヘ、

貯　　　　　　 金 為　　　　　　　　 替

普 通 貯 金 定 額 貯 金 合　　　　 計 受　　　　 高 払　　　 高

昭
和
30

件　　 数

金　　 額

5,464件

12,301千円

755件

7,719千円

6,219件

20,020千円

158件

795千円

203件

1,496千円

//

40

件　　 数

金　　 額

4,334

28,305

1,085

24,601

5,419

52,906

181

2,707

214

5,666

//

50

件　　数

金　　 額

4,946

166,716

5,850

343,930

二L0,796

510,646

356

10,978

279

14,922

銀
行
と
し
て
開
産
社
同
様
抵
当
が

す
べ
て
不
動
産
（
農
家
で
は
主
と

し
て
耕
地
）
で
あ
っ
た
の
で
、
多

く
の
土
地
が
農
工
銀
行
の
抵
当
に

入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
農
工
銀
行
も
、
大
正
九
年

の
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
反
動
恐

慌
を
契
機
と
し
て
経
営
難
に
直
面

し
、
日
本
勧
業
銀
行
へ
の
合
併
方

式
が
決
定
さ
れ
、
し
だ
い
に
農
工

銀
行
が
そ
の
姿
を
消
し
て
い
っ
た

が
、
長
野
農
工
銀
行
は
昭
和
一
九

年
の
最
後
の
合
併
の
こ
ろ
ま
で
存

続
し
て
い
た
。

３
　
郵
便
局
と
庶
民
金
融

郵
便
局
は
本
村
に
も
開

設
さ

れ
、
明
治
の
末
期
よ
り
通
常
の
郵

便
業
務
の
ほ
か
、
郵
便
貯
金
の
受

け
入
れ
お
よ
び
為
替
業
務
の
取
り

扱
い
を
通
じ
て
、
庶
民
金
融
機
関

と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
よ

う
に
な
っ
て
き
た
。

郵
便
貯
金
は
零
細
な
余
裕
金
を

こ
つ
こ
つ
と
蓄
え
、
あ
る
い
は
目

的
を
持
っ
た
団
体
預
金
等
に
利
用

さ
れ
、
時
に
は
不
時
の
必
要
に
備
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金融第４節 村‘の行財政・

え
て
貯
蓄
し
、
さ
ら
に
は
家
庭
の
財
布
代
わ
り
に
活
用
す
る
等
庶
民
金
融
機
関
と

し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
為
替
業
務
は
学
資
金
平
商
品
代
金
、
会
費
等
の

送
受
金
に
手
軽
に
利
用
さ
れ
、
庶
民
の
金
融
に
格
段
の
便
宣
を
提
供
し
、
貯
金
と

共
に
そ
の
取
扱
い
高
は
し
だ
い
に
増
加
し
て
い
る
。
戦
後
に
お
け
る
南
箕
輪
村
郵

便
局
の
金
融
面
の
取
扱
い
高
を
示
す
と
表
６
－
1
5
の
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
大
正
一
五
年
か
ら
は
簡
易
保
険
制
度
が
定
め
ら
れ
て
保
険
契
約
が
始
ま

っ
た
。
そ
れ
は
保
険
で
あ
る
と
同
時
に
一
種
の
長
期
の
貯
蓄
と
し
て
の
性
格
も
持

っ
て
お
り
、
そ
の
取
り
扱
い
高
は
昭
和
五
七
年
度
に
お
い
て
受
け
入
れ
保
険
料
が

一
万
四
八
一
七
件
で
一
億
七
八
〇
四
万
余
円
に
達
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
昭
和
四
七
年
六
月
か
ら
は
貸
付
金
制
度
も
開
始
さ
れ
た
。
こ
の
貸
付

金
制
度
は
本
人
の
郵
便
定
額
貯
金
及
び
積
立
貯
金
額
の
範
囲
内
と
い
う
条
件
か
お

る
が
、
五
七
年
度
に
お
い
て
そ
の
取
り
扱
い
高
は
受
け
入
れ
一
五
九
件
、
二
四
三

六
万
余
円
、
払
い
一
九
六
件
、
三
四
四
一
万
余
円
に
達
し
、
庶
民
金
融
機
関
と
し

表
6
1
1
6
　
南
箕
輪
産
業
組
合
貯
金
受
け
入
れ
払
い
出
し
の
状
況

了
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

尚
　
産
業
組
合
－

農
業
会

南
箕
輪
村
に
は
大
正
一
〇
年
二
月
、
産
業
組
合
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
の
産
業
組

合
の
主
要
な
事
業
と
し
て
信
用
事
業
が
同
時
に
開
始
さ
れ
た
。

産
業
組
合
は
産
業
組
合
法
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
て
い
る
も
の
で
多
く
の
場
合

販
売
購
買
事
業
、
利
用
事
業
等
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
信
用
事
業
は
組
合
員
を
中

心
と
し
て
多
く
の
人
か
ら
そ
の
余
裕
金
を
貯
金
と
し
て
預
か
る
ほ
か
、
そ
の
貯
金

を
基
に
し
て
資
金
を
必
要
と
す
る
組
合
員
に
貸
与
し
て
、
組
合
員
の
生
産

の
発

展
、
生
活
の
向
上
を
図
る
の
を
目
的
と
し
た
相
互
金
融
組
織
で
あ
る
。
こ
の
信
用

事
業
は
初
期
の
う
ち
は
規
模
も
小
さ
か
っ
た
が
し
だ
い
に
取
り
扱
い
高
於
増
加
し

そ
の
後
に
お
け
る
村
内
農
民
金
融
の
中
心
的
存
在
に
発
展
し
た
。
昭
和
匹
∫
八
年

は
不
況
の
と
き
で
あ
る
が
貯
金
の
受
け
入
れ
、
貸
付
け
金
の
状
況
を
事
業
報
告
に

よ
り
示
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

（
産
業
組
合
事
業
報
告
書
よ
り
）

八　　 昭
年　　 和

四　　　 昭

年　　　 和
区

別

合

計

外　組

jｺt

金 員

組

合

員

ノ

貯

金

合

計

外　 組

J
ル ダ

金　員

組

合

員

ノ

貯

金

其 組

合
計 ノ 員

家

他 族

其 組
合

計 ノ 員
家

他 族

一

八
四
一一

一

二 三 九
三 〇 二
一 四 七

ｉ
．

ノゝ

一

一

一

一
一
一○

八 一 七
七 四 三
一 一 〇

一一
一

一
一
一
九

団人
対

数 八

前

年

末

現

在

高

六
一

一
五

八

六六

四 一 二

一 七 四
ゝ　ゝ　ゝ

四 三 〇

四 七 六

七 八 ∧

癩　●　●
二 三 九
Ｏ Ｏ Ｏ

一
九

七
一
一

四

六

七
一一

五

九

四

一
一一
八

四 一 三

七 五 －

ゝ　ゝ　ゝ

三 四 九

五 〇 五

∧ 四 三

●　●　●一 一三 六 七

三 三 〇

一
一五

一
一
一一
一
六

円

○

四

金

額

五
一一

一
一
五

七

一
一一

三 一 二

五 四 〇
ゝ　ゝ　ゝ

一 三 八

一 〇 〇

五 九 六

●　●　●
九 一 七

一 六 五

－
七

一
四

一

一
一一

一

六

九

一一
一九

－一一

四

七

九 四 五

七 四 二

ゝ　ゝ 　ゝ

一 二 九

八 六 二
五 三 二

●　
●　●

一　　 －一
一　 一
三 一 二

七
一一

一
一○

八
円

一
四

金

額

本

年

度

受

入

高

五
九

七
Ｏ

五

七
八

四 一 二

○ 六 四
ゝ　ゝ　ゝ

二 一 〇

○ 五 四

三 三 九

奉　●　●
五 一 四

五 二 三

一

九

五

○

一一一

一
一
一一一

一

四

四

一一
一
四

一一
一

八

一一
一

八 三 四

四 六 ∧

ゝ　ゝ　ゝ

六 四 二

六 四 一

八 八 九

・　 ●　●
六 八 七

○ 五 五

五

九

六

七

五

円
一
一
一一一

金

額

本

年

度

払

戻

高

一

九
九
五

一

一 二 八

八 九 八
〇 七 三

∧
一
五

一

一一
一

一一
一

一

九 二 七
六 〇 六
六 〇 六

一一
一
六

五

団人

畷

金八

本

年

度

末

現

在

高

五
一一一

七－

○

○
○

三 一 二

六 五 〇
ゝ　ゝ　ゝ

三 五 八

六 三 二

○ 四 六

・　 ●　可

五 三 二

六 四 二

－
七

－
一一四

九

四
四

九
七

六
四
四

〇
一

五 二 三

九 三 六ゝ　ゝ 　ゝ

八 二 六

七 一 五
五 八 六
・　Ｓ　寸
○ 八 一
六 九 七

一一一七

七
六
八
円

九
五

金

額

砧3
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表
6
1
1
7
　南
箕
輪
産
業
組
合
資
金
貸
出
し
状
況

（
産
業
組
合
事
業
報
告
書
よ
り
）

八　
昭

年　和
四　昭
年 和

年
度

合

計

有 無

担 担

保 保

合

計

有 無

担 担

保 保

貸
付
区
別

四

八○

四

二 五
二 八

六
〇

八

六
〇

五 三

件

数
前

年

度

末

現

在

高

九
五

〇

九
∧

七
四

一 八
○ 四

ゝ　ゝ

七 三
五 四

三 四

●　
●

八 八

七 七

八
－

一
一五

七

○

六

七

二 八
ゝ　ゝ

六 六
五 〇

○ 七
．　円

○ ○
○ 六

金

額

一
一
九

八 三
四 五

八

四

一一一

八

一一一
五 八

件

数
本

年

度

貸

付

高

六
七

六
八
－一

五
七

一 一
一 一一 一
二 五
ゝ　ゝ

六 〇

七 〇

五 七

●　●
○ 五

七 〇

－
○

七

〇
一

一一

〇
〇

－
○

二 四
ゝ　ゝ
六 三

五 六
〇 二
，　円

○ ○
○ ○

金

額

七
九

七
九

八

八
四

八
八

一 一一 一

件

数
本

年

度

償

還

高

六
七

九
一一一六

一
九

六
七

九
一一一六

一
九

九
五

四
四

一一

○

七

九

一 四
ゝ　ゝ

一 二

六 八
〇 二，　円

○ ○

○ 七

金

額

五
一
一Ｏ

一 四

○ 一
六 四

五
六
七

五
五

八 九

件

数
本

年

度

末

現

在

高

九
四

八
四
五

一
一一

四 五

一一 一
一ゝ 　 ゝ

四 四

一 －一
八 六

●　 参
九 一

四 八

九
－一

八
一
一六

九
九

八

四 八
ゝ　ゝ

一 六
四 八

○ 六．　円

○ 九
○ 九

金

額

昭
和
四
年
は
後
半
に
世
界
経
済
恐
慌
が
押
し
寄
せ
始
め
た
年
で
あ
る
が
、
ま
だ

そ
れ
ほ
ど
大
き
な
影
響
を
受
け
て
お
ら
ず
一
六
万
九
三
九
五
円
の
貯
金
を
受
け
入

れ
、
一
四
万
四
三
四
三
円
の
払
い
出
し
を
し
、
差
し
引
二
万
五
〇
〇
〇
円
ほ
ど
の

受
け
入
れ
増
と
な
っ
て
い
る
が
、
昭
和
八
年
は
恐
慌
の
真
っ
最
中
で
あ
っ
て
貯
金

受
け
入
れ
額
は
三
分
の
一
に
減
少
、
払
い
出
し
額
も
減
少
し
て
い
る
が
受
入
れ
額

を
超
え
て
お
り
、
農
村
不
況
の
姿
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
組
合
員
に
対
す
る
資
金
貸
出
し
の
状
況
は
表
6
1
1
7の
と
お
り

で
あ
る
。

昭
和
四
年
の
貸
付
金
額
は
Ｉ
〇
万
七
〇
一
二
円
で
、
貯
金
受
入
高
の
二
倍
余
と

な
り
、
償
還
高
も
九
万
五
四
四
三
円
と
多
く
、
活
発
な
金
融
の
姿
を
示
し
て
い
る

が
、
昭
和
八
年
貸
付
高
は
同
四
年
に
比
し
件
数
で
七
分
の
一
以
下
、
金
額
で
七
〇

％
以
下
に
減
少
し
、
不
況
時
に
お
け
る
長
村
金
融
の
著
し
い
萎
縮
の
姿
を
示
し
て

い
る
。

両
年
度
と
も
年
度
末
に
お
け
る
貸
付
金
残
高
は
、
同
年
度
末
の
貯
金
受
入
れ
残

高
に
極
め
て
接
近
し
て
お
り
、
組
合
の
健
全
運
営
と
い
う
点
で
は
問
題
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
当
時
産
業
組
合
信
用
事
案
が
農
村
金
融
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果

し
て

い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

次
に
、
貸
付
金
が
ど
の
よ
う
な
使
途
で
貸
し
出
さ
れ
て

い
る
か
昭
和
四
年
に

つ

い
て
そ
の
実
態
を
見
る
と
表
６
－
1
8
の
よ
う
で
あ
る
。

昭
和
初
期
に
お
け
る
組
合
貸
付
金
の
中
心
は
肥
料
資
金
で
あ

っ
て
、
表
に
み
る

よ
う
に
件
数
で
六
七
〇
件
（
主
（
％
）
、
金
額
で
六
万
五
四
四
一
円

（
六
一
％

）

と

圧
倒
的
部
分
を
占
め
て
お
り
、
つ

い
で
旧
債
の
整
理
の
た
め
の
貸
付
け
が
一
八
一

件
、
三
万
四
八
七
六
円
（
三
一
丁

六
％

）
で
多
く
、
生
活
資
金
の
貸
出
し
は
ご
く
僅

か
で
あ
る
。
農
家
は
多
く
が
肥
料
・
養
蚕
資
材
等
の
生
産
資
材
を
借
金
し
て
購
入

（
掛
買
い
）
し
、
出
来
秋
に
そ
れ
を
支
払
う
と

い
う
形

を
と

っ
た
の
で
あ

る
。

産
業
組
合
は
、
戦
時
体
制
下

に
入
り
昭
和
一
九
年
政
府
の
指
導
に

基

づ

い

て

「

農
業
会
」
と
し
て
編
成
替
え

を
し
、
南
箕
輪
農
業
会
と
な

っ
た
。
産
業
組
合

の
事

業
で

あ
っ
た
販

売
購
買
事
業
や
信
用
事
業
等

は
継
続
実
施

さ
れ
た
が
、
農
民

の
協

同
組
織

と
し

て
の
立
場

は
う
す
れ
、
国
策
遂
行

の
た
め
の
協
力
団
体
、
上
意
下
達

の
機
関

と
な
り
、
信
用

事
業

な
ど
も
国
策
に
沿

っ
た
貯
蓄
増
強

の
た
め
の
努
力

が

そ
の
中

心
と
な
っ
た
。
戦
時
中

の
た
め
新
た
な
投

資
を
す
る
気
風

が

少

な

く

な

り
、

農
民

の
中

か
ら
も
積
極

的
な
融

資
を
求
め
る
声
も
な
く
、
専
ら
貯
蓄

へ
の
関

654
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心

が

高

ま

り

、

本

来

の
金

融

機

関

と

し

て

の
役

割

は
な

く

な

っ

て
し

ま

っ

た

。

表
６
－
1
8
　
貸
付
目
的
別
件
数
及
び
金
額
（
昭
和
四
年
）（
産
業
組
合
事
業
報
告
書
よ
り
）

資 上

地

買

金 入

経

済

資

金

事

業

資

金

養

荼

資

金

肥

料

資

金

資 旧

價

整

金 理

貸
付

の
目
的

有
価

芋zz
券
担
保

μ //

無

担

保

有 無
価
卜

担
保 保

土 無

壮

一

保 保

担
保

の
有

無
別

一 一一
ｙ．
ノゝ

－

七 四

六
七

－ ○

一

八

一 一一

同

上

件

数

一

一 一
一 一〇 〇
〇 〇

●　●
○ ○
○ ○

七

七○

○
○

一一

五

九
○

○
Ｏ

四

八
五

五
Ｏ

六
五

四

五
四

〇 一

泰　●
○ 五
○ 三

－一
一一 四

ゝ　ゝ

四 八

〇 七

〇 六

●　●
○ 九

〇 七

金

額

聯
　
戦
後
の
農
村
金
融

１
　
戦
後
の
金
融
の
混
乱
と
公
益
質
屋

太
平
洋
戦
争
直
後
の
日
本
経
済
は
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
食
糧
危
機
に
よ
る

極
端
な
混
乱
の
時
代
で
あ
り
、
金
融
面
に
お
い
て
も
特
別
な
時
代
で
あ
っ
た
。
戦

争
に
よ
る
施
設
・
設
備
の
破
壊
と
老
朽
化
、
資
材
の
不
足
等
に
よ
っ
て
生
産
力
は

極
端
に
低
下
し
、
こ
れ
に
大
凶
作
が
重
な
っ
て
極
端
な
物
資
不
足
に
陥

っ
て

い

た
。
そ
こ
に
戦
時
中
抑
圧
さ
れ
て
い
た
購
買
力
が
、
そ
の
こ
ろ
の
換
物
指
向
の
風

潮
を
作
り
出
し
て
一
気
に
吹
き
出
し
、
物
価
は
日
に
日
に
急
騰
し
た
。

そ
こ
で
政
府
は
二
一
年
二
月
「
金
融
緊
急
処
置
令
」
を
公
布
し
て
、
二
月
に
貯

金
そ
の
他
金
融
機
関
の
債
務
を
一
切
封
鎖
し
、
そ
の
支
払
い
を
原
則
と
し
て
停
止

し
た
。
い
わ
ゆ
る
預
金
封
鎖
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
新
円
が
発
行
さ

れ
た
。
封
鎖
さ
れ
た
貯
金
か
ら
の
現
金
払
い
は
新
円
で
行
な
わ
れ
、
世
帯
主
に
は

生
活
資
金
と
し
て
月
額
三
〇
〇
円
、
世
帯
員
に
は
一
人
一
〇
〇
円
の
割
合
で
支
払

わ
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
手
持
ち
の
旧
券
は
新
円
と
の
交
換
が
行
な
わ

れ
、
そ
の
際
一
人
に
つ
き
Ｉ
〇
〇
円
の
新
円
か
交
換
さ
れ
て
、
こ
れ
を
超
え
る
旧

券
は
貯
金
と
し
て
封
鎖
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
同
年
八
月
一
一
日
を
期
し
て
貯
金
を
第
一
封
鎖
と
第
二
封
鎖
に

分

け
、
個
人
で
は
一
人
四
〇
〇
〇
円
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
は
一
口
一
万
五
〇
〇

〇
円
以
内
を
第
一
封
鎖
、
そ
れ
を
超
え
た
部
分
を
第
二
封
鎖
と
し
、
第
二
封
鎖
預

金
は
凍
結
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
預
金
封
鎖
は
昭
和
二
三
年
七
月

ま
で

続

き
、
通
貨
流
通
量
は
一
時
的
に
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
の
後
日
本
銀
行

券
発
行
高
は
し
だ
い
に
増
加
し
、
昭
和
二
〇
年
末
の
発
行
高
五
五
四
億
円
か
同
二

一
年
末
に
は
九
二
三
億
円
、
二
二
年
末
に
は
ニ

ー
九
一
億
円
に
な
り
、
二
三
年
末

に
は
三
五
二
二
億
円
と
二
〇
年
末
の
六
・
四
倍
に
な
っ
て
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン

の
進
行
は
止
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
情
勢
の
う
ち
、
占
領
軍
の
指
導
に
基
づ
く
経
済
安
定
計
画
が
昭
和

二
四
年
か
ら
実
施
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
く
徴
税
は
通
貨
の
吸
収
を
高
め
、
一
般
に

は
金
詰
ま
り
と
な
り
、
経
済
界
は
沈
滞
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
た
ま
た
ま
二
五
年
六

月
に
朝
鮮
動
乱
が
起
大

日
本
経
済
は
米
軍
の
軍
需
品
の
調
達
に
よ
り
特
需
景
気

が
お
こ
り
し
だ
い
に
活
気
が
も
ど
り
、
昭
和
二
六
年
ご
ろ
に
は
戦
前
の
水
準
の
生

産
力
を
回
復
し
、
さ
ら
に
、
同
ご二

年
に
は
「
神
武
景
気
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
景

気
の
上
昇
を
示
し
、
金
融
も
ま
た
活
発
化
し
て
き
た
。

し
か
し
、
農
村
に
お
け
る
金
融
の
状
態
は
戦
後
の
混
乱
を
抜
け
き
ら
ず
庶
民
金

融
は
困
難
な
状
態
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
各
町
村
に
住
民
の
金
融
の
便
を
図
る
た
め

公
益
質
屋
を
設
け
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
本
村
に
お
い
て
も
昭
和
三
〇
年
ご
ろ

か
ら
村
民
の
金
融
の
便
を
図
る
た
め
公
益
質
屋
を
開
く
こ
と
と
し
、
そ
の
業
務
を

北
殿
区
の
叶
屋
に
委
託
し
て
始
め
て
い
る
。

こ
の
公
益
質
屋
は
昭
和
三
七
年
一
二
月
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
利

用
し
た
人
数
は
年
間
三
〇
〇
人
を
超
え
、
質
物
は
衣
類
装
身
具
・
戦
時
中
に
発
行

弱5
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（役場文書より）表6-19　公 益 質 屋 利 用 状 況

レ

度 ＼

利 用 者 職 業
質　　　 物　　　 種　　　 類 貸　出

回収金

収　納

利子金

元利 計

金　 額

債券 業 務
用品

家具 装 身具 衣類 其他 計

労 俸 小
工

小
商

農 漁 他 計
口 点 口 点 口 点 口 点 口 点 口 点 口 点

昭32

//33

//34

//35

//36

//37

97

98

97

34

8

73

79

55

34

6

９

４

２

２

23

30

22

15

1

122

133

105

56

4

0

(〕

(〕

(5

7

20

21

5

㈱

331

364

302

146

彫

19

10

47

28

H

ﾐけ

２

3

19

13

4

研

１

）

２

１

３

１

21

27

33

28

3

19

28

30

27

3

323

361

247

129

24

610

668

518

260

50

81

55

30

16

2

92

52

27

14

1

437

491

337

184

31

727

768

588

305

55

円
574,364

627,080

435,767

247,540

51,930

円

62,695

86,476

88,841

46,590

3,233

円
637,059

708,558

524,608

294,130

55,163

さ
れ
た
債
券
・
そ
の
他
で
、

そ

の
中
心
は
衣

類

で

あ

っ

た
。
昭
和
三
三
年

の
貸
し
出

し
口
数
四
九

一
件
、
貸
出
金

額

六
二
万

七
〇
〇
〇
余
円
に

達
し
庶
民
金
融

と
し
て
の
役

割

を
果

た
し
た
が
、
経
済

の

発
展
、

金
融
の
正
常

化
と
共

に
利
用

者
が
減
少
し
て
そ
の

使

命
を
終
か

っ
た
。

２
　

農
業
協
同
組
合

昭
和
二
三
年
農
業
会

の
資

産
を
引

き
継

い
で
農
業
協
同

組
合
が
発
足
し
、
購
買
事
業

と
結
び
っ

い
た
金
融

の
仕
組

み
に
よ

っ
て
、
農
家
に
と

っ

て
切
り
離
す
こ
と

の
で
き
な

い
金
融
機
関
と
な
り
、
そ

の

信
用
事
業
は
ま
す
ま
す
重
要

さ
を
増
し

て
い
る
。

村
民
（
特
に
農
民
）
と
農
業

協
同
組
合
と

の
密
接
な
関
係

を
示

す
、
貯
金

お
よ
び
貸
付

金
の
状
況

は
表
６
－
2
0
の
よ

う
で
あ
る
。

昭
和
二
八
年
は
戦
後
で
鏝

悪
の
冷
害
に
よ
る
凶
作
年
で
あ
り
、
三
〇
年
は
平
年
作
の
年
で
あ
る
が
両
年
を
比

較
し
て
み
る
と
、
二
八
年
は
凶
作
の
た
め
貯
金
の
受
け
入
れ
が
三
〇
年
に
比
べ
約

五
六
％
と
非
常
に
少
な
く
な
っ
て
お
り
、
反
面
で
農
協
か
ら
の
貸
出
高
は
冷
害
・

風
水
害
の
た
め
長
期
割
賦
貸
付
金
が
コ
（
○
六
万
余
円
と
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

農
家
の
経
済
状
態
が
そ
の
ま
ま
組
合
の
金
融
面
に
反
映
さ
れ
て
お
り
、
深
い
つ
な

が
り
が
わ
か
る
。

昭
和
三
〇
年
ご
ろ
か
ら
経
済
活
動
が
発
展
し
、
農
業
協
同
組
合
の
金
融
も
し
だ

い
に
活
発
化
し
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
貯
金
お
よ
び
貸
し
付
け
の
動
き
は
次
の
よ

う
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
貯
金
の
面
を
み
る
と
、
昭
和
二
九
年
ご
ろ
ま
で
は
備
荒
貯
金
・
卵
貯
金

等
が
奨
励
さ
れ
、
と
く
に
卵
貯
金
は
出
荷
日
を
定
め
て
各
部
落
の
集
卵
所
に
集
荷

し
、
そ
の
代
金
を
貯
金
に
す
る
と
い
う
方
法
で
零
細
な
金
額
を
ご
っ
こ
つ
と
蓄
え

る
と
い
う
方
式
を
と
っ
て
い
た
。
昭
和
三
〇
年
ご
ろ
か
ら
は
一
二

∵

六
貯
蓄
増

強
運
動
を
展
開
し
て
い
る
。
長
家
の
収
入
の
う
ち
一
割
を
貯
蓄
に
当
て
三
割
を
次

年
度
の
生
産
費
、
六
割
を
生
活
費
に
当
て
る
よ
う
に
す
る
計
画
的
貯
蓄
の
奨
励
で

あ
犬

さ
ら
に
、
昭
和
三
六
年
こ
ろ
か
ら
は
各
人
の
貯
蓄
高
を
所
得
一
年

分
に

高
め
よ
う
と
い
う
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。
昭
和
四
七
年
ご
ろ
か
ら
は
貯
金
高
が
急

速
に
増
加
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
農
家
の
な
か
で
農
外
収
入
を
得
る
人
た
ち
が
急

速
に
増
加
し
、
そ
れ
ら
の
収
入
が
農
協
の
貯
金
に
回
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

と
、
中
央
道
々
都
市
計
画
等
に
基
づ
く
土
地
の
売
却
代
金
が
大
き
く
影
響
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
四
九
～
五
五
年
は
農
地
の
宅
地
化
か
急
速
に
進
み
、
そ
の
土
地
代

金
が
大
き
く
貯
金
高
を
増
大
さ
せ
て
い
る
。

貸
付
金
に
つ
い
て
み
る
と
、
昭
和
三
〇
年
ご
ろ
ま
で
は
農
業
資
材
や
生
活
資
金

の
貸
し
付
け
が
中
心
で
、
貸
付
け
方
式
は
長
業
手
形
貸
付
や
証
書
貸
付
の
方
法
で

あ
っ
た
。
昭
和
三
一
年
か
ら
岩
戸
景
気
と
い
わ
れ
た
時
期
に
入
輿

生
活
の
近
代

化
・
農
業
の
近
代
化
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
犬

台
所
々
風
呂
の
改
善
、
農
機
具

卵6



第 ４節　村の行財政・金融

表6-20　南箕輪農業協同組合の貯金及び貸付金の状況

昭和28年　　　 ①　農協預金受 入高の増減（円）

前 年 度 末 現 在 高
本年度受入高 本年 度払戻高

本 年 度 末 現 在

件　数 金　　　 額 件　数 金　　 額

普　通　貯　金

定　期　貯　金

定　額　貯　金

小　　　　　 計

出 資 予 約 貯 金

合　　　　　 計

5,482

745

5

750

1,056

7,288

25,904,844

12,099,702

5,400

12,105,102

6,326,929

44,336,875

152,739,715

n,524,212

23,400

H,547,612

412,689

164,700,016

139,481,612

12,299,971

19,000

12‘318,971

6,387,860

158,188,443

4,898

607

10

617

1,053

6,568

39,162,947

11,323,943

9,800

11,333,743

351,759

50,348,449

昭和30年

普　通　貯　金

定　期　貯　金

小　　　　　 計

出 資 予 約 貯 金

合　　　　　 計

4,538

731

5,269

1,097

6,366

26,929,298

16,555,548

43,484,846

5,358,330

48,843,176

250,137,808

42,562,941

292,700,749

1，147,224

293,847,973

247,883,179

19,707,092

267,590,271

351，180

267,941,451

5,568

1,020

6,588

1,100

7,688

29,183,927

39,411,397

68,595,324

6,154,374

74,749,698

昭和28年　　　 ②　貸出金の増減 （円）

前年度末現 在

本年度貸出高 本 年度回収高

本 年 度 末 現 在

件　数 金　　　 額 件　数 金　　 額

短

期

手 形 貸 付

証 書 貸 付

長 手 貸 付

小　　 計

226

389

655

6,780,068

6,655,800

13,435,868

16,893,990

18,380

23,204,475

40,116,845

].7,455,289

18,380

13,613,305

31,086,974

230

611

841

6,218,770

16,246,970

22,465,740

長
期

割 賦 貸 付

農漁資金貸 ３ 2,094,150

16,068,200 144,000

1,252,703

1,021

1

15,924,200

841,447

合　　　　 訃 658 15,530,018 56,185,045 32,483,677 1,863 39,231,387

昭和30年

短

期

農 手 貸 付

手 形 貸 付

当 座 貸 越

小　　 計

194

300

494

4,570,611

9,865,715

14,436,326

10,230,726

34,644,779

44,875,505

10,533,801

22,603,047

33,136,908

269

302

571

4,267,476

21,907,447

26,174,923

長

期

割 賦 貸 付

銕 漁 資 貸

合　　　 計

909

35

944

14,379,695

3,646,312

18,026,007

3,266,500

0

3,266,500

5,301,982

524,719

5,826,701

211

35

246

12,344,213

3,121,593

15,465,806

合　　　　 計 1,438 32,462,333 48,142,005 38,963,609 817 41,640,729

弱Z

（各年度事業 報告より）



村 の 発 展第 ６章

薪

耘
機
等
）

の
購
入
資
金

の
貸

し

付

け

が
増
加

し
、
昭
和
三
九
年
ご
ろ
か
ら
所
得
倍
増
計
画
が
し

だ

い
に
具
現
し
て
経
済
は
急
速
に
発
展
を
し
、
生

活
面
で
は
住
宅

の
改
築
、
自
動
車
・
テ

レ
ビ
等

の

購
入
資
金
、
生
産
面
で
は
引
き
続
き
農
機
具

の
購

入

の
ぼ
か
、
耕
地
整
理
、
区
画
整
理
、
畦
畔
ブ

ロ

ッ
ク
購
入
資
金
等
が
貸
付
金

の
中
心
に
な

っ
て

い

る
。
昭
和
四
七
年
ご
ろ
か
ら
五
三
年
に

か
け
て
は

本
格
的
な
住
宅
建
築
ブ
ー

ム
と
な
り
、
そ

の
資
金

言
要
が
多
く
な
り
、
農
業
面
で
は
経
営

の
専
門
化

（
酪
農
・
肉
牛
・
果
樹
等
）
大
型
化

の
指
向
が
強
く

な
り
、
そ
れ
に
必
要
な
資
金
言
要
が
多
く
な

っ
て

い
る
。
四
七
～
四
九
年
は
石
油

シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る

金
融
の
抑
制
が
あ

っ
た
が
、
こ
の
時
期
を
除

い
て

か
な
り
活
発
な
融
資
活
動
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
れ

ら
の
資
金
の
借
り
入
れ
に
は
次
項

に
述
べ
る
各
種

制
度
金
融
が
有
効
に
活
用

さ
れ
た
こ
と
は

い
う
ま

で
も
な

い
。
最

近
は
教

育
資
金
の
貸
し
出
し
が
増

加

し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
南

箕
輪

農
業

協
同

組
合

は
昭
和
四
〇

年

よ
り
村
指
定
の
金
融
機
関

と
な
り
、
村
内

金
融

の
上

で
果

た
す
役
割
は
ま
す
ま
す
大

き
く
な
っ
て

お
り
、
昭
和

五
一
年

か
ら
は
伊

那
農
業

協
同

組
合

南
箕
輪

事
業

所
と
し
て
、

広
域
経

済
の
な
か
で
そ

の
事
業

を
発
展

さ
せ
て
い
る
。

３
　

特
殊

銀
行
の
設

立
と
制
度
金
融
の
発
展

表6-21　 農業関係制度金融の利用状 況

種類/ 近 代化資金 改 良 資 金 総 合 資 金 農 地取 得資 金 村単独融資事業

件数 金　 額 件数 金　 額 件数 金　 額 件数 金　 額 件数 金　 額

昭和47

//　　48

μ　　４9

//　　50

//　51

//　52

//　53

//　54

12

4

13

18

33

18

11

9

千円

3,420

5,870

22,500

26,050

61,700

90,584

25,680

34,675

２５

６

７

１０

５

２

１

１

千円
6,782

2,760

3,273

6,786

2,728

4,500

3,000

400

１

１

５

３

千円
5,410

5,900

48,920

28,420

６

２

６

５

６

７

７

２

千円
4,750

1,450

6,240

6,000

6,000

7,720

工,966

8,700

11

5

5

千円

30,870

9,880

2,450

(役場文言・農 協文書 より作成)

表6-22　 商工業 関係制度金融の利用状況

種類/ 村 商工業振興資 金 小規模企業事業資金 中小企業振興資金 同左倒産防止分

件　数 金　　 額 件　数 金　　 額 件　数 金　　 額 件　数 金　 額

昭和49

//　50

μ　　51

μ　52

μ　　５3

//　　54

//　55

μ　 ５6

９

８

９

？

？

？

ｎ

１８

千円

7,700

8,000

11,900

3,900

44,500

84,300 ・

18,800

29,400

20

7

12

11

13

千円

24,280

8,350

23,300

？

？

26,000

37,000

5

4

一 一
81,600

13

11

16,000

18,500

？

？

99,000

61,500

１

１

１

鱗 談

13,500

11,000

12,000

(役場文書 墳 協文書より作成)
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第 ４節　村 の行財政・金融

一
般
市
中
銀
行
か
ら
は
、
中
小
企
業
者
や
農
業
経
営
者
、
一
般
庶
民
は
融
資
を

受
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
場
合
が
多
く
、
こ
の
点
を
補
う
目
的
を
も
っ
て
戦
後

に
各
種
の
特
殊
金
融
機
関
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
二
四
年
に
は
政
府
が
全
額
出
資
の
庶
民
へ
の
金
融
機
関
と
し
て
国
民
金
融

公
庫
が
設
立
さ
れ
、
二
五
年
に
は
国
民
大
衆
の
住
宅
の
建
設
及
び
宅
地
の
購
入
資

金
を
融
資
す
る
目
的
を
も
っ
て
住
宅
金
融
公
庫
が
設
立
さ
れ
た
。
更
に
、
二
六
年

に
は
信
用
金
庫
法
に
基
づ
い
て
中
小
企
業
者
や
勤
労
者
を
会
員
と
し
、
そ
れ
ら
に

融
資
を
目
的
と
す
る
信
用
金
庫
が
各
地
に
開
店
し
、
二
八
年
に
は
農
林
漁
業
の
生

産
性
を
高
め
近
代
化
を
進
め
る
た
め
に
、
長
期
低
利
の
資
金
を
供
給
す
る
農
林
漁

業
金
融
公
庫
が
設
け
ら
れ
、
三
二
年
に
は
地
方
公
共
団
体
に
必
要
と
す
る
資
金
を

融
通
す
る
目
的
で
公
営
企
業
金
融
公
庫
が
発
足
し
、
三
八
年
に
は
中
小
企
業
の
近

代
化
促
進
を
図
る
た
め
中
小
企
業
金
融
公
庫
が
設
立
さ
れ
る
等
、
金
融
組
織
は
多

岐
に
な
り
、
し
か
も
公
庫
は
直
接
の
外
に
市
中
銀
行
冲
信
用
金
庫
、
農
業
協
同
組

合
等
を
窓
口
と
し
て
お
大

中
小
企
業
者
や
農
業
経
営
者
、
一
般
庶
民
も
融
資
を

受
け
や
す
く
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
金
融
機
関
に
よ
る
融
資
は
、
設
立
の
趣
旨
か
ら
目
的
を
持
っ
た
融
資

で
あ
っ
て
、
例
え
ば
中
小
企
業
の
振
興
あ
る
い
は
近
代
化
、
農
業
の
改
良
、
近
代

化
等
を
促
進
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
い
て
そ
の
条
件
に
適
合
し
た
場
合
に
融
資

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
金
融
を
制
度
金
融
と
呼
ん
で

表
6
1
2
3
　
農
協
南
箕
輪
事
業
所
窓
口
の
住
宅
金
融
公
庫
か
ら
の
借
入
れ

昭
和

五 五 五 四 四

二 一 〇 九 八
年

年

度

－
一
二 三 六 四 四

八 六 四 二 五 件

件

数

六　　一
三 九 五 七 五

七 一 九 〇 九ゝ　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ

六 〇 〇 二 一

○ ○
Ｏ Ｏ 六

千
Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 円

金

額

昭
和

五 五 五 五 五

七 六 五 四 三
年

年

度

一一
一 二 四 三 一

四 六 五 三 二 件

件

数

一　 七
四 五 五 九 〇

七 七 七 八 九ゝ　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ

○ ○ 五 三 四
○ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 千
○ ○ ○ Ｏ Ｏ 円

金

額

い
る
が
、
そ
の
種
類
が
多
く
特
に
農
業
に
対
し
て
は
多
種
類
の
制
度

金
融
が
行

な

わ
れ
て

い
る

。

中

小
企
業
に
対
す
る
融
資
は
商
工

組
合
中
央
金
庫
の
ほ
か
に
、
信
用

金
庫
、
中

小
企
業
金
融
公
庫
等
が
融
資
を
行
う
場
合
が
多

い
が
、

こ
れ
に
対
し
て
県
は
中
小

企
業
振
興
資
金
（
一
般
事
業
分
特
別
事
業
分
倒
産
防
止
対
策
分
）
、
小

規

模

企

業

事
業

資
金
の
融
資
制
度
を
定
め
、
昭
和
四
九
年
度
か
ら
融
資
を
開
始
し
て

い
る

。

本
村
に

お
け

る
制
度
金
融

の
利
用
状
況
を
示
す
と
表
６
－
2
1
及

び
表
６
－
2
2
の

よ
う
で

あ
る
。
農
業
関
係
制
度
金
融

の
表

の
う
ち
で
村
単
独
融
資
事
業
と
あ

る
の

は
、
農
業
構
造
改
善
事
業
等

の
う
ち
で
、
資
金

の
融
資

を
必
要
と
す

る
が
制
度
金

融

の
条
件
に
合

わ
な

い
も

の
に
対
し

て
、
村
で
融
資

を
斡
旋
し

た
も

の
で

あ
る
。

制
度
金
融

の
う
ち
、
大
き
な
額

の
も

の
に
住
宅
資
金

の
借
り
入

れ
か
お

る
。
住

宅
金
融
公
庫

の
窓
口

は
一
般
市
中
銀
行
も
行

な
っ
て

お
り
、
そ

の
窓
口
を
通
し

て

の

借
用
も
多

い
と
思

わ
れ
る
が
、
農
協

を
窓
口
と
し
て

い
る
借

り
入

れ
も
多

い
。

伊

那
農
協

南
箕
輪
事
業
所

を
窓
口
に
し

て
融
資

を
受
け

た
件
数
と
金
額

は
表
6
1

2
3の
よ
う
で

あ
っ
て
、
昭
和
五
二
、
五
三

の
両
年

の
借

り
入

れ
は
、
住
宅
建
設
ブ

ー
ム
に

の
っ
て
件

数
、

金
額

共
に
非
常

に
多
い
。

地
方
自
治
体
に

お
い
て
も
経
常
収
入
に

よ
っ
て
財
政

を
賄

う
こ
と

が
で

き
な
い

場
合

は
、

な
ん
ら
か
の
臨
時
収
入

を
求

め
る
か
、
借
入
金
に

よ
る
し

か
方
法

が
な

い
。
昭
和
三
〇
年

ご
ろ
か
ら
地
方
自
治
体

の
財
政
収
支

が
極
度
に
悪
化
し
、
赤
字

再
建
団
体
に

転
落

し
た
町
村

が
多

か
っ
た
。
本
村

は
幸

い
に
し

て
豊

か
な
村
有
林

を
保
有
し
て
い
た
た
め
そ
の
危
機
を
乗

り
切

る
こ
と
が
で
き
た
が
、

そ
れ
で
も
大

き
な
事
業
を
す
る
と
き
に
は
他
か
ら
の
融

資
を
受

け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
地
方
公
共
団

体
の
資
金
の
必
要
に
応
ず
る
た
め
、
公

営
企
業

金
融
公

庫
於

昭

和
三
三
年
に
設

立
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に

述
べ
た
が
、

こ
れ
を
利
用

し
、

そ
の

ほ

か
に
大
蔵
省
資
金
運
用
部
資
金
、
郵
政
省
（
簡
易
保
険
局
資
金
）
関

東
財

務
局
等

か
ら
融
資
を
受
け
る
こ
と
が
多

い
。
こ
れ
ら
は
一
般
市
中
銀
行
よ
り
有
利

な
条
件
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第 ６章 村 の 発 展

で
の
融
資
が
受
け
ら
れ
、
本
村
に
お
い
て
も
、
公
有
林
野
整
備
造
林
事
業
、
校
舎

や
体
育
館
の
建
設
、
村
営
運
動
場
建
設
、
保
育
所
建
設
・
プ
ー
ル
建
設
・
道
路
整

備

ふ
辰
業
基
盤
整
備
・
役
場
庁
舎
の
建
設
等
の
た
め
、
昭
和
三
〇
年
代
の
終
わ
り

ご
ろ
か
ら
毎
年
の
よ
う
に
融
資
を
受
け
て
き
た
。

四
　

産
業
組
合
・
農
業
会

Ｈ
　
南
箕
輪
村
の
産
業
組
合

１
　
産
業
組
合
の
設
立

上
伊
那
の
産
業
組
合
は
ま
ず
繭
や
生
糸
の
販
売
の
た
め
の
組
合
と
し
て
発
足
し

た
。
明
治
一
九
年
に
伊
那
村
（
現
伊
那
市
）
に
上
伊
那
蚕
糸
業
組
合
が
設
立
さ
れ

た
が
こ
れ
は
二
三
年
に
解
散
さ
れ
た
。
明
治
こ
二

年
に
東
春
近
に
合
資
会
社
上
伊

那
生
糸
が
設
立
さ
れ
、
三
三
年
に
産
業
組
合
法
が
制
定
さ
れ
た
と
き
、
こ
の
法
に

基
づ
い
て
、
有
限
責
任
上
伊
那
生
糸
販
売
組
合
に
組
織
変
更
を
し
た
。
こ
れ
が
法

に
基
づ
い
た
産
業
組
合
の
さ
き
が
け
で
あ
る
。

明
治
三
八
年
四
月
一
〇
日
大
泉
部
落
に
有
限
責
任
大
泉
購
買
組
合
が
設
立
さ
れ

た
。
こ
れ
は
本
村
に
設
立
さ
れ
た
最
初
の
組
合
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
同
四
一
年
二
月
六
日
信
用
組
合
兼
営
が
認
可
さ
れ
た
。
こ
れ
が
本
村

組
合
の
先
駆
で
あ
っ
た
。

明
治
末
か
ら
大
正
に
か
け
て
養
蚕
が
盛
ん
に
な
り
当
村
農
家
の
生
活
は
や
や
向

上
の
方
向
に
あ
っ
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
本
県
の
産
業
組
合
は
繭
や
生
糸
の
販

売
を
主
た
る
目
的
と
し
て
設
立
す
る
の
が
主
で
あ
っ
た
が
、
本
村
に
は
明
治
三
六

年
に
長
田
製
糸
が
、
大
正
一
〇
年
に
高
木
館
製
糸
が
開
業
さ
れ
九
大

伊
那
町
に

で
き
た
伊
那
社
の
組
合
員
に
な
る
者
も
あ
っ
て
繭
や
生
糸
販
売
の
面
に
お
け
る
組

合
の
設
立
要
望
は
あ
ま
り
切
実
で
な
か
っ
た
。

第
一
次
大
戦
か
ら
戦
後
に
か
け
て
糸
価
の
高
値
と
相
ま
っ
て
、
蚕
糸
王
国
長
野

県
は
空
前
の
活
況
を
呈
し
、
養
蚕
を
主
体
と
す
る
本
村
の
農
家
は
そ
の
中
に
あ
っ

て
生
活
も
豊
か
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
大
正
九
年
五
月
に
糸
価
が
急
激
に
暴
落
し
、
蚕
糸
業
界
は
未
曽
有
の

恐
慌
に
お
そ
わ
れ
た
。
夏
秋
蚕
繭
の
暴
落
は
甚
だ
し
く
、
現
金
収
入
を
養
蚕
に
頼

っ
て
い
る
農
家
の
打
撃
は
大
き
か
っ
た
。
大
戦
後
の
好
況
に
な
れ
、
よ
う
や
く
華

美
に
流
れ
よ
う
と
し
た
生
活
の
建
て
な
お
し
は
容
易
で
な
く
、
負
債
処
理
に
苦
し

む
農
家
が
続
出
し
、
農
家
経
済
は
と
み
に
悪
く
な
っ
た
。
社
会
不
安
も
き
ざ
し
将

来
に
対
す
る
憂
慮
の
念
を
抱
く
人
々
も
多
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
生
産
活
動
と
消

費
生
活
を
共
同
の
力
に
よ
っ
て
有
利
に
し
よ
う
と
す
る
要
求
が
起
こ
り
、
産
業
組

合
設
立
の
機
運
が
醸
成
さ
れ
た
。
そ
こ
で
各
部
落
か
ら
選
ば
れ
た
設
立
発
起
人
が

集
ま
っ
て
組
合
設
立
の
こ
と
を
議
し
た
。

大
正
一
〇
年
二
月
設
立
発
起
人
二
三
名
に
よ
っ
て
産
業
組
合
法
に
よ
る
有
限
責

任
南
箕
輪
村
信
用
販
売
購
売
組
合
設
立
と
な
久

初
代
組
合
長
に
松
沢
郡
寿
を
推

し
、
南
殿
の
「
滝
屋
」
の
一
室
を
借
り
て
事
務
所
と
し
、
組
合
員
一
三
四
名
、
出

資
一
口
三
〇
円
、
口
数
三
九
、
出
資
総
額
四
一
七
〇
円
と
い
う
規
模
を
も
っ
て
出

発
し
た
の
で
あ
る
。

２
　
経
営
困
難
な
草
創
期

産
業
組
合
の
大
事
な
部
門
で
あ
る
販
売
事
業
は
、
当
時
本
村
の
主
産
物
で
あ
る

繭
は
村
内
の
製
糸
工
場
や
伊
那
町
の
伊
那
社
に
売
ら
れ
、
一
方
、
西
天
竜
の
開
田

事
業
が
進
ん
で
生
産
の
多
く
な
っ
た
米
は
西
天
竜
農
業
倉
庫
に
所
属
し
た
た
め
振

わ
ず
、
販
売
品
は
零
に
等
し
い
状
態
で
あ
っ
た
。

大
正
コ

ー年
の
関
東
大
震
災
に
際
し
、
横
浜
の
在
庫
製
糸
の
五
五
％
が
焼
失
し

た
と
い
わ
れ
、
こ
の
と
き
長
野
県
の
製
糸
業
も
莫
大
な
損
害
を
被
り
製
糸
家
の
倒

産
が
続
出
し
、
養
蚕
農
家
に
そ
の
影
響
は
直
ち
に
及
ん
で
き
た
。
か
て
て
加
え
る

に
一
三
年
に
は
霜
害
と
干
害
に
い
た
め
つ
け
ら
れ
て
大
正
九
年
以
来
の
不
況
は
つ

い
に
長
期
化
し
た
。

組
合
員
の
産
業
組
合
へ
の
期
待
は
大
き
か
っ
た
が
組
織
そ
の
も
の
は
未
だ
脆
弱

6印



金融第 ４節　村の行財政・

で
あ
り
、
産
業
組
合
法
の
範
囲
内
で
は
農
民
の
期
待
に
こ
た
え
る
程
の
力
は
な
か

っ
た
。
そ
の
こ
ろ
産
業
組
合
の
性
格
に
関
す
る
論
議
も
盛
ん
に
さ
れ
た
。
産
業
組

合
は
小
生
産
者
相
互
の
互
助
連
帯
の
組
織
を
も
っ
て
大
資
本
に
対
抗
す
る
も
の
だ

と
の
考
え
も
生
ま
れ
、
欧
米
諸
国
に
も
論
議
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
日
本
の
場
合
、

柳
田
国
男
は
自
由
、
進
歩
、
協
同
、
相
助
を
、
平
田
東
助
は
信
用
、
勤
倹
、
共

同
、
同
栄
を
も
っ
て
産
業
組
合
を
支
え
る
根
本
理
念
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
の

よ
う
な
論
議
が
盛
ん
に
さ
れ
た
中
で
、
大
正
一
〇
年
に
産
業
組
合
全
国
大

会
で

は
、
産
業
組
合
は
勤
倹
力
行
、
思
想
善
導
、
共
存
同
栄
を
も
っ
て
根
本
方
針
と
す

べ
き
で
あ
る
と
決
定
し
て
あ
っ
た
。
こ
の
方
針
に
基
づ
い
て
本
村
の
産
業
組
合
は

相
互
扶
助
、
共
存
同
栄
の
旗
印
の
も
と
に
発
足
し
た
が
、
前
述
の
と
お
り
販
売
事

業
の
実
績
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
大
正
一
四
年
三
月
に
信
用
事
業
と
購
買
事

業
だ
け
と
す
る
こ
と
に
し
、
名
称
も
有
限
責
任
南
箕
輪
村
信
用
購
買
組
合
と
改
称

し
た
。

大
正
一
五
年
に
は
ま
た
ま
た
糸
価
の
暴
落
に
よ
り
貸
付
金
の
回
収
困
難
の
状
況

に
あ
っ
た
が
、
組
合
員
の
要
望
も
あ
り
、
組
合
長
け
じ
め
理
事
等
役
員
の
努
力
に

よ
っ
て
事
務
所
を
新
た
に
造
る
議
が
起
こ
り
、
当
時
神
子
柴
部
落
に
あ
っ
た
高
木

館
製
糸
工
場
が
伊
那
町
地
区
に
移
転
し
た
の
を
機
に
、
女
工
の
寝
室
な
ど
に
使
用

さ
れ
て
い
た
二
階
建
て
一
棟
を
譲
り
受
け
る
話
が
ま
と
ま
り
、
昭
和
二
年
一
月
南

殿
の
地
に
こ
れ
を
移
築
し
て
事
務
所
を
移
す
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
年
春
は
大
凍
霜
害
を
被
り
、
三
年
に
は
秋
蚕
の
天
違
作
等
か
お
り
組
合
員

の
経
済
状
態
は
好
転
せ
ず
貸
付
金
の
こ
げ
っ
き
も
累
増
し
、
組
合
の
経
営
は
困
難

を
極
め
た
。
一
方
、
商
工
会
議
所
な
ど
商
人
側
か
ら
は
反
産
業
組
合
運
動
が
烈
し

く
な
っ
た
。

昭
和
五
年
に
は
産
業
組
合
青
年
連
盟
が
創
立
さ
れ
て
組
合
活
動
を
支
え
る
力
と

な
っ
た
。
こ
の
年
凍
霜
害
で
痛
め
つ
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
へ
繭
価
は
一
貫
匁
当
た
り

二
円
台
と
な
り
、
晩
秋
蚕
繭
は
一
円
五
〇
銭
と
い
う
値
も
つ
け
ら
れ
る
ほ
ど
に

な
っ
た
。
農
村

の
不
況

は
深
刻
化
し
、

そ
の
こ
ろ
教
員
給

は
市
町
村
支

弁
で
あ
っ

た
た
め
、
教
員
給

の
不
払

い
、
減
俸

な
ど
を
す
る
町
村

が
多

く
出

た
。
世
相

は
不

穏

と
な
犬
　

一
一
月
に

は
浜
口
首
相

が
狙

撃
さ
れ
、
軍
部
に

よ
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
化

け
い
よ
い
よ
強

く
な

っ
た
。
日
本

の
失
業
者

は
三
二
万
二
〇
〇
〇

人
お
り
都
市

で

失
業
し

た
者
で
農
村

へ
帰

れ
る
便
宣

の
あ
る
者

は
農
村

へ
帰
り
、
便

宜
の
な
い
も

の
は
浮
浪
者
と

な
っ
て
巷
に

あ
ふ
れ
た
。

こ

の
こ

ろ
、
農
村
は
全
国
的
に
窮
乏

の
ど
ん
底
に
呻
吟
し
て

お
犬

こ

の
社
会

状
勢

の
も
と
井
上
蔵
相
が
殺
さ

れ
、
犬
養
首
相
ま

た
殺
害
さ

れ
る
と

い
う
政
情
不

安
が
続
き
、
昭
和
六
年
に
勃
発
し

た
満
州
事
変
は
し

だ
い
に
拡

大

さ

れ
、

日
本

は
暗

い
戦
争
時
代
に
入

っ
て

い
く
こ
と
に
な

っ
た
。
そ

の
中
で
、
こ

の
窮
乏
し

た

農
村
救
済

の
請
願
運
動

が
起
こ
町

八
月
に
は
救
農
臨
時
国
会
が
開

か

れ

た

ほ

ど
で

あ
る
。
農
林
省
に

は
経
済
更
生
部
が
設
置

さ
れ
、
こ

れ
に

よ
り
農
山
村
経
済

更
生
運
動

の
一
環
に
産
業
組
合
拡
充
五

か
年
計
画
が
樹
立

さ
れ
、
産
業
組
合
未
設

薇
町
村

の
解
消
、
全
農
家
産
業
組
合
加
入
、
全
産
業
組
合

の
四
種
（
信
用
・
販
売
・

購
買
・
利
用
）
兼
営
化
等

々

の

運
動

か

始

ま

っ
た
。
な
お
外
郭
団
体
と
し

て
産
業

組
合
青
年
連
盟

の
全
国
連
合
も
結
成

さ
れ
た
。
こ

れ
に
対
し
、
全
国
反
産
業
組
合

の
商
権
擁
護
連
盟
も
結
成
さ

れ
、
商
工
省
は
反
産
業
組
合

の
態
度

を
決
定
し
、
中

央
地
方
を
問

わ
ず
反
産
業
組
合
運
動
が
勃
興
し

た
。

長
村
恐
慌
は
農
家
の
負
朧
累
増
と
、
借
金
す

る
力

さ
え
喪
失
と

い
う
困
窮

の
ど

ん
底
に
喘
ぐ
始
末
で

あ
っ
た
。

こ
う

い
う
状
況
の
中
で
昭
和
六
年
に
は
本
村
の
組
合
長
が
姿
を
く
ら
ま
す
と

い

う
騒
ぎ
が
起

き
た
。

そ
の
と
き
の
組
合
の
状
況
は
左

の
と
お
り
で
あ

っ
た
。

組
合
員
数
　
　
　
　
　
　
　

五
〇
六
人

払
込
済
出
資
金
　
　
一
万
八
六
二
四
円

積
立
金
　
　
　
　
　
　
　

一
七
二
八
円

弱7
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貯
金
　
　
　
　
　
　七
万
六
六
三
一
円

借
入
金
　
　
　
　
　二
万
五
八
二
四
円

預
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　七
四
八
円

貸
付
金
　
　
　
　一
〇
万
九
七
〇
七
円

購
買
高
　
　
　
　
　二
万
三
二
八
八
円

こ
の
数
字
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
活
動
は
活
発
で
な
く
、
貸
付
金
の
回
収
は

困
難
で
、
い
わ
ば
行
き
詰
ま
っ
た
状
況
下
に
あ
っ
た
。

購
買
事
業
に
つ
い
て
み
る
と
、
店
舗
と
い
っ
て
も
店
舗
ら
し
い
も
の
で
な
く
、

事
務
所
が
独
立
で
き
た
と
き
か
ら
そ
の
片
隅
に
品
物
を
お
き
、
荷
車
に
日
用
雑
貨

を
積
ん
で
、
見
本
箱
を
持
っ
て
風
鈴
を
振
っ
て
組
合
員
の
家
を
一
軒
一
軒
訪
れ
て

ご
用
の
向
き
を
聞
き
な
が
ら
売
っ
て
回
っ
た
。
そ
の
う
ち
昭
和
九
年
ご
ろ
リ
ヤ
カ

ー
を
購
入
し
、
こ
れ
は
ゴ
ム
輪
だ
か
ら
た
い
へ
ん
楽
に
な
っ
た
と
喜
ん
だ
。
一
四

年
に
は
自
転
車
が
購
入
さ
れ
て
、
こ
れ
に
リ
ヤ
カ
ー
を
付
け
て
売
り
歩
く
仕
掛
け

と
な
っ
た
。
こ
の
状
態
は
協
同
組
合
の
初
期
ま
で
続
い
た
。

３
　
産
業
組
合
再
建
の
努
力

組
合
長
が
姿
を
見
せ
ず
困
難
な
経
営
か
ら
脱
却
す
る
方
策
に
つ
き
役
員
で
検
討

協
議
し
て
、
ま
ず
組
合
長
に
征
矢
唯
治
郎
を
推
す
こ
と
に
し
た
。
氏
は
当
時
組
合

の
監
事
で
あ
っ
た
が
、
ま
た
、
村
の
収
入
役
の
地
位
に
あ
っ
た
た
め
そ
の
承
諾
を

得
る
に
は
相
当
困
難
で
あ
っ
た
が
、
翌
昭
和
八
年
一
月
よ
う
や
く
就
任
し
て
も
ら

う
こ
と
に
な
っ
た
。

新
組
合
長
は
役
員
の
信
任
の
も
と
に
積
極
的
に
活
動
を
開
始
し
、
ま
ず
負
債
整

理
に
着
手
し
た
。
産
業
組
合
が
危
機
に
頻
し
た
と
い
う
の
で
組
合
員
の
信
用
を
得

ら
れ
ず
貯
金
は
減
少
す
る
一
方
、
負
債
の
利
子
さ
え
回
収
で
き
な
い
と
い
う
状
況

の
も
と
で
、
根
気
よ
く
努
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
着
々
と
経
営
の
挽
回
を
は
か
っ

た
。
村
産
業
組
合
の
再
建
は
容
易
で
な
か
っ
た
が
地
道
な
努
力
が
重
ね
続
け
ら
れ

た
の
で
あ
る
。

昭
和
七
年
に
は
出
資
額
を
一
口
五
〇
円
と
変
更
し
、
八
年
一
月
に
保
証
責
任
に

変
更
し
た
。
糸
価
が
上
向
き
に
な
り
農
蚕
大
豊
作
、
米
価
も
上
昇
し
て
本
村

の

組
合
事
業
は
漸
く
好
転
し
て
来
た
。
九
年
一
月
に
は
、
現
在
の
放
送
セ
ン
タ
ー
の

所
に
利
用
部
を
設
置
し
、
籾
摺
、
製
粉
、
精
米
等
の
利
用
事
業
も
開
始
し
た
。

同
年
四
月
に
は
保
証
責
任
南
箕
輪
村
信
用
販
売
購
買
利
用
組
合
と
改
称
し
四
種

兼
営
組
合
と
な
っ
た
。

一
五
年
に
は
農
家
の
収
入
が
多
く
、
漸
く
貯
蓄
目
標
が
達
成
で
き
る
ま
で
に
な

り
、
出
資
も
増
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
産
繭
処
理
に
つ
い
て
は
二
（
年
に
伊
那

社
の
区
域
是
正
か
お
り
竜
水
社
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
七
年
に
は
農
業
倉
庫
業
が
許
可
に
な
り
、
事
務
所
東
側
に
農
業
倉
庫
を
新
築

し
た
。
さ
ら
に
、
一
八
年
に
は
西
天
竜
農
業
倉
庫
の
区
域
是
正
に
よ
っ
て
、
倉
庫

二
棟
を
譲
り
受
け
、
よ
う
や
く
産
業
組
合
と
し
て
十
全
の
機
能
を
発
揮
す
る
状
態

に
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。

≒
　
南
箕
輪
村
農
業
会

太
平
洋
戦
争
が
長
び
き
苛
烈
に
な
っ
て
く
る
と
食
糧
増
産
が
喫
緊
事
と
な
り
、

農
民
の
使
命
は
い
よ
い
よ
重
く
、
産
業
組
合
活
動
に
期
待
さ
れ
る
部
面

が
多

く

な
犬

本
村
の
組
合
は
そ
れ
に
こ
た
え
る
態
勢
が
漸
く
整
っ
て
来

た
。
と
こ
ろ

が
国
家
的
立
場
か
ら
は
戦
争
目
的
遂
行
の
た
め
に
各
方
面
と
も
統
制
が
強
化

さ

れ
、
食
糧
増
産
の
た
め
農
業
団
体
は
一
本
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
一
八
年
一

二
月
に
は
農
業
団
体
法
が
成
立
し
、
産
業
組
合
は
解
散
命
令
を
受
け

て
解

散
し

た
。そ

こ
で
一
九
年
一
月
、
農
会
、
産
業
組
合
、
養
蚕
組
合
支
部
を
統
合
し
て
農
業

会
と
す
る
べ
く
、
倉
田
友
幸
を
委
員
長
と
し
て
設
立
総
会
を
開
い
た
。
そ
し
て
、

県
知
事
の
認
可
を
得
て
倉
田
友
幸
が
会
長
と
な
り
南
箕
輪
農
業
会
が
二
月
に
誕
生

し
た
。

こ
れ
は
、
稲
作
、
養
蚕
等
の
指
導
を
一
元
化
し
、
戦
時
体
制
に
適
合
し
た
農
村

邱2
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体
制
を
作
る
た
め
の
官
制
的
組
織
で
あ
っ
て
、
産
業
組
合
の
小
生
産
者
相
互
の
互

助
と
か
、
共
存
共
栄
と
い
う
組
合
的
要
素
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
、

戦
時
長
村
総
合
生
産
責
任
体
制
確
立
実
施
要
項
が
示
達
さ
れ
、
農
機
具
、
肥
料
等

生
産
資
材
は
長
業
会
を
通
し
て
一
元
的
に
配
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
食
糧
増
産

確
保
の
た
め
の
作
物
の
作
付
け
割
り
当
て
、
米
麦
等
の
食
糧
の
供
出
割
り
当
て
と

そ
の
完
遂
の
た
め
の
仕
事
が
義
務
化
さ
れ
、
戦
時
農
政
遂
行
の
た
め
の
上
意
下
達

の
機
関
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
戦
時
下
の
総
力
戦
体
制
と
い
う
状
況
下
で
は
あ
っ

た
に
し
て
も
、
松
根
油
の
採
取
ま
で
も
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
軍
隊
や
軍
需
工
場
の
徴
用
工
と
し
て
農
家
の
働
き
手
が
多
数
抜
け
た

後
の
農
村
に
お
い
て
、
労
力
不
足
を
ど
う
し
て
補
う
か
も
農
業
会
の
重
要
な
仕
事

で
あ
っ
た
。
そ
の
対
策
と
し
て
共
同
作
業
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

が
、
不
足
す
る
農
機
具
を
補
う
た
め
、
現
在
の
事
務
所
北
に
農
機
具
工
場
を
作
っ

て
、
農
機
具
の
製
作
修
理
も
行
な
っ
て
い
る
。

終
戦
後
は
、
二
一
年
二
月
神
子
柴
に
、
一
一
月
に
は
大
泉
に
そ
れ
ぞ
れ
利
用
部

支
所
を
建
設
し
、
籾
摺
機
、
精
米
機
、
精
粉
機
を
設
置
し
、
日
常
生
活
の
便
益
に

寄
与
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
、
組
合
ら
し
い
活
動
が
復
活
し
始
め
た
。
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第
五
節
　
生
産
の
発
展

一
　

新

時

代

へ

の

産

業

の

模

索

〔〔
　

明

治

初

年

の

産

業

の

概

況

本

村

は

古

来

農

業

を

主

体

と

し

て

生

計

を

た
て

立

て

て
き

た
。

村

内

で

商

工

業

を

営

む

者

は

ご

く

少

な

く

、

自

給

自

足

の
生

活

を

営

ん
で

米

麦

等

農

産

物

以

外

の

産

物

は

少

な

く

、

江

戸

時

代

後

期

か
ら

明

治

初

年

に

か
け

て
順

次

養

蚕

農

家

が

増

し

て

現

金

収

入

の

道

が

開

か

れ

、

婦

女

子

に

よ

る
農

閑

の
生

糸

、

真

綿

、

絹

織

物

な

ど

が

生

産

さ

れ

た
が

そ

れ

は
僅

か
で

あ

っ

た

。

明

治

九

年

六

月

、

長

野

県

令

に

提

出

し

た
旧

村

誌

に

よ

る
と

次

の

よ

う
に

記

さ

れ

て

い

る

。

民
業
、
男
農
桑

ヲ
専
ラ

テ

ビ
ア
兼

ネ
テ
蚕

ヲ
飼

ウ
者

四
百

三
十
八
戸

、
猟
ヲ
業

ト
ス
ル

者
弐
戸
、
エ

ク
ル
者

八
戸

、
雑
業

ノ
徒

十
四
戸

。
女
縫
織

養
蚕
ヲ
兼

ヌ
ル
者
二
百

二
十
八

人
、
農
桑
縫
織

ヲ
業

ト
ス
ル
者

五
百

八
十
一
人
、
裁
縫
ヲ
業
ト
ス
ル
者
二
人
（
役
揚
文
書
）

と

あ

る

。

ま

た
、

産

物
に

つ

い
て

の
項

を

ま

と

め

る

と

次

の

よ

う

に

な

る

。

表
6
1
2
4
　明
治
初
期
南
箕
輪
村
の
産
物

悍 青゙　 蝋 會 桑 漆l 椎 財鴎 蚕

し　ら　　　　鶏

鼓9 石 石 苗　 材 材 種

産

物

白青

色色 上 中 中 佳 上 佳 質

二　　　　 ∧　　　　 一
屠雛

万　　　 万　　　　 〇 鶏 一

余　　　　 本　　　　 ○ 七 〇
〇 〇 〇

枚 ○○
羽

産

額

大 碑 石 山　 他 他 自　自

半 石 筆 城// 国
国 用 用

他 と　 ｀ 大　 ヘ ヘ の の
国 す 印 和　　　　 外 外
へ る 材 上　　　 他 他

と　州　　　　　 郡　へ

し　そ　　　　　 へ　移
て　の　　　　　　　 出
他　他

ヘ　ヘ

移

八
輸心

出

先

等

生 燕え小 松 大 治]よ　鶏 梨 塩 寒 氷 清　 鞘万
豆 菓　　　 素言深万　　　米　 に

糸 麦で麦 茸 豆 腐　 卵 子 麺茫粉・餅 酒　　莞を
繭

白 絹 斜 真々　　縮ﾔ
木　　子心　紙
綿 岑 岑こ綿　 緬2

縞
木
綿

油 水 酒 荏杢手 玉
ｉ屑

糟 油 糟乍　糸 糸

最

//並 並 並 佳 美 上　 並 下

佳

上 上 下 並

上

の

亜

上 並

上

中 並 上

下

佳並 並　 佳

三
千

二　　　　 不 五 二
二 μ　μ　μ 記 ○ 七

荷　　　　　 ○ 五
石 ○

石

五
五
二
石
余

五
〇
貫

一
五
〇
〇
貫

四
〇
〇
反

中
折

七
〇
〇
束

コ
（

貫

五
〇
反

二
〇
〇
反

四
〇
〇
〇
反

二
〇
貫

八
貫

二

八
〇
石

三
〇
〇
貫

一
七
石
余

五
〇
駄

五
〇
〇
貫

二
〇
〇
〇
反

自
用

の
外

諏
訪
筑
摩
甲
州

へ

三
分
通

り
筑
摩

へ

自
家
用

隣

村
へ

自

家
用

の
外
他
へ

自
用

の
外

筑
摩
・
木

曽
・
松

本
へ

自
用
の
み

他
邦
へ

過
半
他
国
へ

自
用

の
み

μ　 μ

横
浜
へ

六
分
糸
に
し
四
分
他
へ

三
分
通
り
東
京
や
他
へ

過
半
他
国

へ

過
半
東
京

へ

少
し
他
国

へ

自
用

の
外
他

へ

三
分

通
り
他
国

へ

半
他
国

へ

他
国

へ

半
他
国

へ

他

へ
四
分

通
り
他

へ

他
邦

へ

半
他

へ

少
し
他
へ
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㈹
　
新

時
代
へ
の

産
業
の
模
索

１
　

開
産
社
の
融

資
か

ら
み

た
産
業
開
発

明
治
新
政
府

は
殖
産
興
業
に
熱
意
を
傾
注
し
た
。
新
政
府
の
政
策
に
応
じ
て
明

治
六
年
筑
摩
県
権
令
永
山
盛
輝
は
管
下

の
筑
摩
、
安
曇

、
諏
訪
、
伊

那
四
郡

と
飛

弾

の
大
区
長
三
〇
名
を
招
集
し
、
彼
等
を
発
起
人
に
し
て
開
産
社
の
設

立
を
企
て

た
。
こ

の
開
産
社
は
「
業
ヲ
勧
メ
産
ヲ
開
ク
コ
ト
」
を
第

一
の
目
的
と
し
、
「
県

下

ヲ

シ
テ
産
物
ヲ
精
良

ニ
シ
、
動
植
物
ヲ
繁
殖

シ
、
貿
易

ヲ
拡
張

セ
シ

ム
ル
ニ
論

ナ

ク
、

菊

モ
人
民
ノ
為

二
厚

生
利
用

ノ
事
（

之
ヲ
考
究

シ
、

之
ヲ
補
翼

シ
、
其

お
　
　
　
　
　
　
　
　

（
マ
マ
）
　こ
　
　
　
　
　
　
　
た

ノ
事
業
ヲ
竣

ヘ
シ
メ
以

テ
沿
習
姑
息
ノ
弊
ヲ
矯
メ
、
人
心
ヲ

シ
テ
興

起
セ
シ
メ
ン

ト

ス
」
と

い
う
理
想
を
掲
げ
て
出
発
し
た
の
で
あ
る
。

本
村
民

の
利
用

状
況

を
み
る
と
、
ま
ず
明

治
八
年
に
次
の
件

数
の
申
込
み

が
あ

っ
て
、
三
〇

円
な

い
し
二
〇
〇
円

借
用

し
て
新
し

い
事
業

を
経

営
し
よ
う
と
し
て

い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　、
゛
　
　
　
　`

一 一 一

流　雑　紺
地

穀 屋
起　営　営

き　業　業
返
し

一　二　二

一 一 一

篠と 縮1?菓
綿　緬笑子
営　工　製
業　業　造

一一 一 一

一 一 一

畑　絞な酒
田　油　造
成　営　営
り　業　業

四　一　－

翌
年
か
ら
も
営
業
資
金
を
借
り
て
い
る
が

Ｉ
〇
年
に
は
三
人
が
組
合
を
作
っ
て

生
糸
製
造
業
を
始
め
よ
う
と
借
り
入
れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
農
業
一
本
で
き
た
本

村
の
産
業
も
し
だ
い
に
多
様
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
（
役
場
文
言

２
　
水
　
産
一
業

印
　
鮭
の
養
殖
放
流
の
試
み

明
治
政
府
の
勧
農
局
は
殖
産
事
業
の
一
つ
と
し
て
、
河
川
に
鮭
の
稚
魚
を
放
流

し
て
実
蹟
を
挙
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
本
村
民
は
、
天
竜
川
に
も
放
流

し
て
利
益
を
挙
げ
た
い
と
考
え
て
そ
の
実
現
に
つ
い
て
の
建
言
を
し
た
。
明
治
一

一
年
六
月
の
こ
と
で
あ
る
。

夫
レ
信
州
ノ
天

竜
川

タ
ル
ヤ
皇
国

弐
等
川

二
属

シ
其

ノ
水

ヤ
信
州
ノ
諏
訪
湖

二
発
源

シ

よ
う（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　たん

終

二
遠
州
掛
塚
ノ
海

二
注
グ
。
其

ノ
流
レ
ク
ル
ヤ
溶

々
ク
ル
安
流

于
ビ
ア
激
淵
奔
流

二
非

ズ
。
且

ツ
温

流
二
属

ス
ル
清
流

ク
リ
。
近
者
聞

ク
勧
農
局

二
於
テ
諸
川

へ
鮭
魚

ノ
鰍

鱗
ヲ

放
養
保
育
シ
大
イ
ニ
該
地
人
民

ノ
滋
養

ト
ナ
リ
利

益
殊

二
甚

シ
ト

。

中
略

仰
ギ
翼
ク
（

鮭
魚
ノ
鰍
蟻

ヲ
天

竜
川

二
放
蓄

セ
バ
其
ノ
近
隣
村
落

ヨ
リ
山
間
僻
地
ノ
人

民

迄
富
饒
ヲ
得
ル
ヤ
必
セ
リ
。
然

レ
バ
則

子
何
ゾ
音
現
蝦
ノ
利
益

卜
年
ヲ
同
ウ

シ
テ
語
ラ

ン
ヤ
。
宜
シ
ク
此
ノ
事
ヲ
推
測

シ
テ
採
用
相
成
ラ
バ
鰍
鎖
蓄
殖
保
育
ノ
方
法
（

川
岸
ノ
村

落
大
議
事
ヲ
開
キ
然

ル
可

キ
方
法
相

立
テ
候
ワ

バ
必

ズ
蓄
殖

二
至

ル
可

シ
。
然
り
則
子
該

地
ノ
利

益
ヨ
リ
漸

々

二
近
隣

二
及

ビ
卒

二
一
国

二
公
及

ス
ル
ニ
至

ル
。
是

レ
圖
国
ノ

ー
大

事
卜
謂
ザ
ル
可
ケ
ン
ヤ
。
是
ヲ
以
テ
敢
テ
愚
蒙
ヲ
憚
ラ
ズ
忠
告
建
言
ス
ル
事

此

ノ
如

ク

也
。恐

曜
恐
催
頓
首
頓
首

南
第
十

七
大
区
八
小
区

南
箕
輪
村

明
治
十
一
年
六
月
八
日

有
賀
　

光

彦

倉
田
　

三
郎

清

水
平

一
郎

長
野
県
権
令
楢
崎
寛
直
殿

（
役
湯
文
書
）

こ
の
請
願

に
よ

っ
て
県
当
局
に

お
い
て
は
そ
れ
を
実
現
し
よ
う
と

い
う
方
向
に

動

い
た
よ
う
で
あ
る
が
具
体
化

の
方
途

は
な

か
な

か
示
さ

れ
な

か
っ
た
。
そ
こ
で

一
一
月
に

な
っ
て
再
度
請
願
し

た
と
こ

ろ
県

の
事
業
と
し
て
実
施
す
る
運
び
に
な

っ
た
。

翌

コ

ー年

一
月
勧
農
局
員
鏑
木
余
三
男
、
県
吏
鷹
野
正
雄
両

氏
が
来
て
村

内
湧

水

を
北

か
ら
南
迄
調
査

の
う
え
南
殿

の
シ
ン
ズ
ラ
清
水
を
最
適
と
し
て
字
日
向
畑

弱5
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の
地
に
孵
化
養
育
池
を
作
る
こ
と
に
な
っ
た
。

養

魚

池

は

最

初

、

九

七

坪

五

勺

（
三
、
二
ａ
）
に

四

組

の
孵

卵

器

、

五

箱

の

養

器

、

そ

の

他

諸

道

具

を

備

え

て

作

ら

れ

た

。

二
月

に

は

勧
農

局

掛

一
名

、

県

の

官

員

三

名

が

来

て

南

殿

の

清

水

十

郎

方

に

止

宿

し
、

村

民

一
〇

名

に

鮭

養
育

に

つ

い

て

の

講

習

を

な

し

、

準

備

を

整

え

た

。

三

月

一
〇

日
に

い

よ

い

よ
鮭

卵

が
到

着

し

た

。

越

後

薪

潟
県
）
三

面

川

で

採
卵

し

た

鮭

卵

が

村

上

か

ら

は

る

ば

る

送

ら

れ

て

来

た

。

そ

の

数

凡

そ

六

万

粒

で

あ

っ

た

。

そ

の

う

ち
死

卵

が
約

一
〇

〇

〇

粒

で
電

車

も

飛
行

機

も

な

い
時

代

に

ど

の

よ

う

に

し

て
運

ん

で
来

た
も

の

か

。

こ

れ

だ
け

し

か
死

卵

が

出

な

か

っ

た

こ

と

は
成

績

が

よ

か

っ

た
と

あ

る

。
三

月

一
杯

で
孵

化

が

終

り

四

月

五

日

か

ら
鶏

卵

を
与

え

て

養
育

に

か

か

り
五

月

下

旬

に

は
蚕

蛸

を
与

え

て

い

る

。

そ

の

こ

ろ

は

ま

だ
牛

肉

が

な

か

っ

た

の

か
松

本

ま
で

牛

肉

買

い
出

し

に

泊

り

か

け

て
行

っ

て

来

て

も

い
る

。

五

月

二

四

日

に

は
県

か

ら

の
役

人
、

郡

か

ら

の
役

人
、

村

の
役

人

そ

の
他

多

数

の

人

々

の

見

守

る

な

か

で

い

よ

い

よ
天

竜

川

字

シ

ヤ

ジ
ダ

シ

ヘ
午

前

に

放

流

し

た

。

そ

れ
以

前
天

竜
川

本

支

流

沿

岸

の
村

々

へ
五

月

下

旬

よ

り
日

数

お
よ

そ

六
〇

日

間

】
切

の

漁
業

禁

止

の
通

達

が
出

さ

れ
放

流

地

点

へ
も

次

の
制

札

が

立

て
ら

れ

た
。

今

般
天
竜
川
上
流

へ
鮭
鰍
臓
放
流
相
成

り
侯
条
五
月
廿
日

ヨ
リ
日
数
六
十
日
間
本
支
流

共
漁
業

一
切

禁
止
タ
ル
ベ
キ
事
、
但

シ
本
日
限

り
後

卜
雖
モ
鮭
児

卜
認

メ
候
ワ
バ

ー
切
捕

獲
相
成

ラ
ザ
ル
事
」

明

治
十
二
年

五
月
廿
日
　
　
　
　

上
伊

那
郡

々
役
所

（
役
場
文
書
）

同

日

午

後

は

通

船

に

て
東

伊

那

の

猿
岩

ま

で
行

っ

て
放

流

式

を
し

た

。
二

か
月

余

養

魚

の

う

え
天

竜
川

へ

の
回

帰

を
願

っ

て
約

四

万

尾

の
鮭

の
稚

魚

を
放

流

し

た

の

で

あ

る

。

二

か

月

に

わ

た

る
漁

業

禁

止

は
業

者

に

と

っ

て

は

痛
手

で

あ

っ

た

に

違

い

な

い
。
鑑
札
は
戸
長
役
場
へ
預
け
さ
せ
る
処
置
を
と
り
前
期
分
の
税
は
免
除
さ

れ

た
。さ

て
、
稚
魚
を
放
流
し
た
後
約
五
〇
〇
〇
尾
を
池
に
残
し
て
飼
育
し
た
。
飼
育

日
誌
を
見
る
と
牛
肉
、
玉
子
、
さ
な
ぎ
、
麦
粉
な
ど
を
与
え
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
池
に
近
接
し
て
池
を
作
り
鯉
の
養
殖
も
試
み
た
。
こ
の
結
果
の
記

録
は
見
当
た
ら
な
い
か
ら
そ
の
成
績
の
ほ
ど
は
不
明
で
あ
る
。

な
に
し
ろ
当
地
と
す
れ
ば
前
代
未
聞
の
試
み
で
あ
る
か
ら
、
参
観
人
は
た
い
へ

ん
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
手
良
村
野
口
の
蟹
沢
正
三
は
二

〇
〇
尾
の
稚
魚
を
分
け
て
も
ら
い
自
宅
近
く
の
池
で
養
育
を
試
み
た
と
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
結
果
は
成
功
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。

一
一
月
末
に
二
万
粒
、
コ

ー月
未
に
五
万
粒
の
卵
を
孵
化
さ
せ
、
ま
た
琵
琶
湖

産
の
鉄
魚
も
孵
化
養
育
し
翌
一
三
年
三
月
に
は
田
畑
耕
地
字
弁
天
の
地
で
三
万
尾

を
放
流
し
、
四
月
に
は
宮
田
村
字
猿
岩
へ
残
り
を
、
ま
た
飲
魚
も
放
流
し
た
。

鮭
よ
元
気
に
育
っ
て
帰
っ
て
来
い
よ
の
念
願
の
う
ち
に
第
二
年
目
放
流
も
無
事

終
了
し
た
。

と
こ
ろ
が
コ
二
年
七
月
突
然
県
会
の
議
決
に
よ
っ
て
鮭
養
殖
事
業
は
中
止
す
る

と
の
報
告
が
は
い
っ
た
。
思
わ
ざ
る
知
ら
せ
を
受
け
た
関
係
者
た
ち
は
種

々
対

策
を
協
議
し
、
当
局
と
交
渉
の
結
果
請
負
事
業
と
し
て
継
続
す
る
こ
と
に

な
っ

た
。
孵
卵
放
流
等
に
係
る
費
用
一
〇
〇
円
下
さ
れ
ば
そ
の
余
の
経
費
は
自
弁
で
す

る
と
い
う
と
り
決
め
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
村
人
の
意
欲
の
ほ
ど
が
窺
わ
れ
る
。

一
三
年
末
七
万
五
○
○
○
粒
到
着
孵
卵
養
育
。
翌
年
三
月
、
天
竜
川
伊
賀
島
へ

放
流
。

一
四
年
末
に
は
七
万
粒
を
孵
化
養
育
し
、
一
五
年
四
月
天
竜
川
下
川
原
地
籍
に

お
い
て
放
流
し
た
。

ま
た
一
四
年
末
に
は
第
一
回
に
孵
化
し
た
鮭
を
養
育
し
て
い
た
も
の
か
ら
採
卵

を
試
み
た
が
成
功
し
な
か
っ
た
。

屁6



第５節　生産 の発展

五
回
に
わ
た
っ
て
放
流

し
た
が
村
人
、
県
民
の
願

い
も
空
し
く
遂

に
天
竜
川
へ

鮭

の
躍

る
姿

を
見

る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。

余
　
　

録

鮭
魚

を
明
治
天
皇
に
献
上

明

治

コ
二
年
明
治
天
皇
東
山
道
御
巡
幸
の
こ
と
が
あ
っ
た
。
天

皇
が
東
筑
摩

の

本
山
宿
へ

お
泊
り

の
お
り
養
育
し
た
鮭

を
献
上

す
る
こ

と
に
な
り
、
天
皇
に
二
〇

尾
、

お
伴

の
宮
様
や
役
人
に
そ
れ

ぞ
れ
三
尾

な
い
し
五
尾

、
新
聞
記
者
等

ヘ
ニ
○

○
尾
差
し
あ
げ
、
そ
の
美
味

な
る
を
賞

さ
れ
た
。

博
覧
会
出
品

明
治
一
四
年
三
月
、
東

京
上
野
で
開
催

さ
れ
た
第
二
回
国
内
勧
業
博
覧
会
に
、

こ
こ
で
養
育
し

た
魚

を
出
品

し
た
。
越

後
三
面
川
で
採
卵
し
た
も
の

Ｉ
〇
尾
、
信

濃
千
曲
川
で
採
卵
し

た
も
の

Ｉ
〇
尾

を
出
品
し

た
。

３
　

鉱
産
物
試
掘

大
泉
所
山
に
鉱
石

の
発
見
を

し

た
か
ら
試
掘
を
し

た
い
と

い
う
願

い
が
明
治
一

二
年
に
出

て
い
る
。
そ

の
種
類
六
種
、
掘
り
出
し
見
込
み

Ｉ
か
年
平
均
五
万
切
と

あ
る
。

硝
子
石
掘
出
願

字
大
泉
所
山
　
　

信
濃
国
上
伊
那
郡
南
箕
輪
村

民
有
林
内

一
開
坑
場
三
千
坪

但
　

硝
子
石
砿
・
水
晶
砿
・
へ
ヶ
石
砿
・
白
猟
砿
・
油
猟
砿

平
均
五
万
切
　
　
　
　

壱

か
年
　

掘
り
出
し
見

込
み
高

右
地
所
に
於
て
開
坑
仕
り
度
く
候
間
御
開
き
届
け
下

さ
れ
度
く
願
い
奉

り
候
也

長
野
県
上
伊
那
郡
南
箕
輪

村

明
治
十
二
年
十
二
月
廿
四
日
　
　

願

人
総
代

丸

山
　
寛

一
⑩

長
野
県
令
楢
崎
寛
直
殿

有
賀
　

光
彦
⑩

丸
山
寛
一
郎
代
印

清
水
　
　

斉
⑩

高
木
械
三
代
印

原
　
　

信
一
剛

原

八
十
吉
代
印

穂

高
孫
三
郎

⑩

原
　

八
十
吉
俗

高
木
　

械
三

⑩

有
賀
　

光
彦
⑩当

村
戸
長
清
水
平
一
郎
回

（
役

場

文

書

）

し

か
し
採
算

は
と

れ
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

図6-22　 第３回晨談会日誌

４
　

農
　

談
　

会

明
治
一
五
年
四
月
、
長
野
県
上
伊
那
郡
農
談
会
が
伊

那
村
常
円
寺
に

お
い
て
初

め
て
開

か
れ
た
。
定
会
員
九
名
中
本
村
か
ら
は
有
賀
光
彦
が
出
て
い
る
が
、
有
志

会
員
と
し
て
四
四
名
が
列
席
し
た
。

こ

の
会
で
は
農
蚕
業
に
つ

い
て
選
種
、
耕
耘
栽
培
、
肥
料
、
農
具
、
農
産
物

の
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収
穫
、
虫
害
防
除
、

山
林
樹
木
、
蚕
桑
等

全
般
に

わ
た
っ
て
情
報
交
換
、
討
議
が

行

な
わ
れ
、

新
時
代

に
対

応
す
る
農
家
経

営
の
よ
り
よ
き
在
り
方

へ
の
模
索
が
行

な
わ
れ
た
。
こ
こ
で

は
さ
ら
に

進
ん
で
入
会
共
有
地
分
割

の
是
非

ま
で
も
論

じ
ら

れ
た
。

こ
の
会
は
同
年

一
一
月
に
も
開

か
れ
た
が
翌
年

か
ら
は
一
年
一
回
開

く
こ
と
に

な
っ
た
・

そ
の
記
録

を
み

る
と
本
村

か
ら
の
出
席
者

は
他
村
に
比
し

て

数

が

多

く
、

か
つ
熱

心
に
他

の
意
見

を
聞

き
も
し
、
自
己

の
意
見
も
開
陳
し
て

い
る
。
本

村

の
先
覚
者

の
農
業
、
林
業
経
営

へ
の
関
心

の
深
さ
が
察
し
ら

れ
る
。

５
　

牧
牛
の
企
て

明
治

コ

ー年
五
月
南
北
両
殿
村

の
有
一
心
者
一
八
名
は
牧
牛
の
端
緒
を
開
く
こ
と

を
企

て
た
。
そ

の
こ
と
に

つ
い
て
、
八
幡

冨
の
朱
印
地
で
あ

っ
た
所
が
維
新
に
際

し

て
上
知

と
な

っ
て
官
有
に
な

っ
て

い
た
。
そ
の
官
有
に
な

っ
た
四
ｈ

余
の
地
を

借

り
て
そ
こ

を
牧
草
地
と
し
、

か
つ
そ
こ
で
牛
を
飼

い
繁
殖
さ
せ
た

い
と

い
う
の

で

あ
る
。
繁
殖
し

た
子
牛

は
家

々
へ
配
り
、
耕
作
に
利
用
す
る
牛
に
し
た

い
。
そ

う
し
て
人
力

を
省

吉
農
耕

の
改
革

を
な
し
農
業
経
営

の
一
変
を

ぽ
か
り
た

い
。
そ

れ
で
、

ぜ
ひ
と
も
我

々
同
志

の
結
社
に
貸
与
し
て
も
ら

い
た
い
と

い
う
願

い
で
あ

る
。
こ

の
趣
意
に
し

て
も
、
鮭

の
子
を
養
殖
す

る
趣
意
に
し
て
も
、
一
身
一
家
の

利
益

の
み

な
ら

ず
や

が
て
そ

れ
が
国
益
に

つ
な
が

る
事
業
で
あ
る
こ
と
を
烈

々
と

う
た
っ
て
い
る
と
こ

ろ
に
明
治
開
化
期
に

お
け
る
本
村
民
の
心
意
気
が
し
の
ば
れ

る
の
で

あ
る
。
し

か
し
そ

の
後

の
展
開
に

つ
い
て
の
記
録
は
見
当
た
ら
な

い
。

二
　

農

業

の
歴

史

と
技

術

の
発

展

】
」
　
明
治
時
代
の

農
業
の

進
歩

１
　

新
作

物
・
家
畜
の
導
入

と
改
良

(1)

作

物

明

治
初
期

の
畑
作
に

つ
い
て
「
畑
作
物
蒔

物

覚

帳
」
　
夭

南
文
書
）
と

い
う
資

料

を
み
る
と
、
江
戸
時
代

と
作
物

の
種
類

は
ほ
と

ん
ど
変

わ
っ
て

い
な

い
。

明
治

一
〇
年
代
中

ご
ろ
か
ら
各
地
に
勧
業
博
覧
会
、
共
進
会
等
が
相
次

い
で
開

催

さ
れ
、
農

産
物

も
共
進

会
等
に
出
品
さ

れ
る
と
、
新
し

い
作
物
や
品
種
が
盛
ん

に
導
入

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

早

く
も
、
明
治
一
二
年
に
は
草
薙
が
県
勧
業
試
験
場
よ
り
配

布
に
な
り
、

一
四

年
に

は
製
糖
原
料
と
し

て
蘆
粟

の
栽
培
が
試
み
ら

れ
て

い
る
。
馬
鈴
署
は
明
治
初

期

か
ら
我

が
国
に
導
入

さ
れ
て

い
る
が
明
治
一
九
年
に
は
当
地
で
も
栽
培
が
奨
励

さ
れ
、
寒
蓼
（
こ
　
・
玉
菜
（
カ
ン
ラ
ン
）
・
葉
ボ

タ
ン
等
の
農
民
に
よ
る
試
作
の

結
果
が
発
表
さ

れ
て

い
る
。
ま
た
、
果
樹
類
に

つ
い
て
も
、
開
産
社
が
草
果
・
梨

。

す
も
も
　
　ぶ
ど
う
　
　ぃ
　ち
じ
く
　
　ま
る
め
ろ
　
お
お
と
う

桃
・
季
杏
・
葡
萄
・
無
花
果
・
獄
悸
・
桜
桃
な
ど
の
苗
木
を
国

の
勧
業

寮
に
願

い

出
て
取
り
寄
せ
て

お
り
、
二
一
年
に
は
、
清
国

体
菜
・
夏
大

根
・
節
成
り
胡
瓜
・

独
乙
大
牛
苓
・
札
幌
人
参
等

を
村
内
で
試
作
し
て

い
る
こ
と
が

資
料
（
役
場
文
言

に
残

っ
て

い
る

。
こ

の
よ
う
に
、
新
作
物
導
入
に
対
し
て
極
め
て
積
極

的
な
動

き

を
示
し

て
い
る
。

ま

た
、
作
物

の
品
種
の
交
流
、
選
択
改
良
に

つ
い
て
も
極

め
て
積
極
的

で
あ
っ

た
。
早

く
か
ら
農
談
会
に
お

い
て
自
家
の
成
績
の
良

い
稲
の
品
種
な
ど
を
出
品

し

て
紹
介
し
合

っ
て

い
る
が
、
明
治

二
（

年
県
は
「
種
子
交
換
手
続
」
を
定
め
て
、

こ
の
風
潮
を
助
長
し
て
種
子
の
交
換
を
斡
旋
し
、
「

種
子

ノ
交
換
及

ビ
精
撰
（

農

事
ノ
上
、
目
下

ノ
緊
要
ノ
義

二
付

キ
：
こ

と
上
伊

那
郡
長

が
述
べ
て

い

る

よ

う

に
、
盛
ん
に
種
子
交
換
が
行

な
わ
れ
て

い
る
。

稲
の
品

種
交
換
に

つ
い
て
当
時
暖

地
・
寒
地

の
い
ず
れ
か
ら
種
子

を
求

め
る
が

良

い
か
議

論
さ
れ
て
い
る
が
東
北
地
方
（
岩
手
・
福
島
等
）
か
ら
黒
稲
・
姫
鶴
・
岩

代
坊

主
・

新
潟
県

か
ら
二
本
三
、
香
川
県

か
ら
金
比
羅
参

り
の
参
詣
人
に
依
頼
し

て
奈
艮
早
生
と
言
う
品

種
を
取

り
寄
せ

て
試
作
し
、
当
地
に
適

す
る
品
種

の
選

定

に
努
力
し
て

い
る
。
こ
の
う
ち
二
本
三

な
ど
は
大
正

か
ら
昭
和
に

か
け

て
か
な
り

広
く
栽
培
さ

れ
た
品
種
に
な

っ
て

い
る
。
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第 ５節　生産 の発展

㈲
　

家
　
　
　

畜

こ
の
時
代
か
ら
産
馬
の
改
良
に
つ
い
て
も
努
力
が
行

な
わ
れ
て
い
る
。
明

治
一

四
年
南
箕
輪
で
は
県

か
ら
優
良
種
馬
の
貸
付
け
を
受
け
、
村
内
の
雌
馬
六
二
頭

に

交
配
し

て
八
頭

の
小
馬

の
生
産
を
見
、
そ

の
結
果
を
村
長
よ
り
県
勧
業
課
に
報
告

し
て

い
る
。（
役
場
文
書
）
不

幸
に
し
て
こ
の
年

の
小
馬

は
八
頭
中

七
頭

が
雄
馬

で
、

当
時
農
耕
馬
と
し

て
雄
馬
は
使
用
し
な

か
っ
た
の
で
、
農
家

の
落
肝

ぶ
り
が
書

か

れ
て

い
る
が
、
同

二
（

年
に
は
、
農
談
会

の
席
上
産
馬

の
改
良
に

つ
い
て
活
発
に

意
見
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
「
農
家
（

主

二
木
曽
馬
ヲ
使
用

ス
。
該
馬
（

体
格
小

テ

ビ
ア
且

ツ
飼
料
少
ナ

ク
シ
テ
肥

工
太

り
之
ヲ
尊
ブ
ナ
リ

。
駄
賃
馬
（

他
ノ
産
馬

ヲ
要

ス
ル
ト
雖
モ
農
耕
「

木
曽
馬

ニ
テ
足

レ
リ

。
」
と

い

う

よ
う
な
考
え
も

あ
っ

た
が
、
奥
羽
地
方

の
よ
う
に
産
馬

の
改
良

を
図

る
こ
と
が
良

い
と

い
う
意
見
が
多

く
出
さ

れ
、
小
野
・
川
島
等

の
産
馬

の
改
良

の
例

を
引
吉
産
馬

の
改
良

の
必
要
を

強
調
し
て

い
る

。
こ
う
し
て
、
産
馬

の
改
良
に
も
手

が
っ
け

ら
れ
て
い
る
。

ま

た
、
こ
れ
よ
り
先
、
イ

タ
リ

ア
原
種

の
蜜
蜂

の
下

付
を
願

い
出
た
農
民
も
あ

り
、
新
し

い
農
業
を
目
指
す
農
民

の
意
欲
が
残
さ
れ

た
資
料
の
中

か
ら
も
感
ず
る

こ
と
が
で
き

る
。

２
　

稲
作
技
術
の
発
展

巾

稲

の

品

種

明
治
一
〇
年
代

か
ら
種
籾
交
換
等
、
品
種

の
選
択
・
改
良
に
対
す
る
関
心
が
非

常
に
高

ま
っ
て
き

て
、
多

く
の
品
種
が
他
県

か
ら
こ

の
地
方
に
取
り
寄
せ
ら
れ
た

こ

と
は
既
に
述

べ
た
が
、
明
治
二
一
年
役
場
文
書
に
は
、
身
上
直
し
・
奥
州
坊
主

・
木
曽
中
稲
・
赤
早
稲
等

の
品
種
も
移
入

さ
れ
試
作
さ

れ
て
お
り
、
こ

れ
ら

の
品

種
が
ど
の
程
度
に
当
地
に
定
着
し

た
か
は
明
ら

か
で
な

い
が
、
品
種
数
は
急
激
に

増
加

し
て
い
る
。

明
治

の
時
代
当
地
で
多

く
栽
培

さ
れ
た
稲

の
品
種
は
次

の
よ
う
な
種
類
で
あ

っ

た
。

中
縞
坊

主
・
毛
京

よ

月
千
石
・
美
濃
早

生
・
浅
間
坊
主
・
木
曽
錦

・
平
沢
坊

主
・
四
国

坊
主
・
毛
島
・
赤
橘
・
坊
主
鸚

（
『
上
伊

那
誌
』
よ

り
）

②
　

育
　
　
　

苗

採

種

は

「

雌
穂

七
、

雄

穂

三

ノ

割
合

二
採

リ

テ
苗

ノ

生
育

宣

シ

ク
、

穂

一
揃

イ

ニ
出

テ

収

量

多

シ
」
、
「

採

種
「

雌
穂

ヲ

多

ク

ス

ル

コ

ト

」
、
「
穂

先

半

分

ヲ

種

子

ト

ス
ル

ガ
良

シ
」

等

、

採

種

に

対

す

る

心

構

え

が

説

か

れ

、

選

種

に

つ

い

て

は

、

「

種

子
（

三

日

～

四

日

光

二
洒

シ
オ

キ

、

桶

二
水

ヲ

入

レ

テ

充

分

日

光

二
暖

メ

ソ

レ

ニ
種

子

ヲ

入

レ

、

浮

キ

タ

ル

ヲ
不

良

ト

シ
テ

除

キ

、

沈

底

ス
ル

ヲ

良

種

ト

ス

。」

ま

た

、
「
種

ヲ

永

ク
溜

池

二
漬

ケ
テ

不

良

種

ヲ

腐

敗

セ

シ

ム
」

等

、

必

ず

し

も

合

理

的

で

は

な

い
が

、
一
部

農

民

の
中

に

は

水

選
に

よ

る
選

種

が
行

な

わ

れ

て

い

る

。

そ

し

て

、

明

治

三

七

年

に

は

塩

水

選

が

県

か

ら

指

導

奨

励

さ

れ

て

い

る

。

し

か

し

、

ど

の

程

度

普
及

し

た

か

は
不

明

で

あ

る

。

催

芽

に

つ

い
て

は

、

「

種

子

二
冷

温

適

当

ナ

ル

温

湯

ヲ

注

ギ
菰

ヲ

上

二
覆

イ

、

尚

温

熱

ノ
失

ワ

ザ

ル

ヨ

ウ

ユ

注

意

シ

、

三

十
時

間

程

ヲ
経

テ
蓋

ヲ
取

り
直

チ

ュ
播

種

ス

ル

。

四

日

ニ

シ

テ

良

ク
発

芽

セ

リ
：

」

と

い
う

よ

う
に

、

温
湯

に

よ

る
催

芽

を

試

み

る

農
民

も
現

わ

れ

て

い

る

。

苗
代

様

式

は

水
苗

代

で
、

明

治

後
期

に

は
踏

み

切

り

を
作

る
短

冊

形

が

奨
励

さ

れ

た

が

、

一

般

的

に

は

ま

だ

依
然

と

し

て
平

苗

代

で

あ

っ

た

。
播

種

量

は
し

だ

い

に

減

少

し

て

坪

当

た

り
四

～

五
合

ほ

ど
に

な

っ

て

い

る

が
、

先

進
的

農

民

の
中

に

は

「

苗
代

一

坪

二
三

合

五

勺

ヨ

リ
多

ク
（

播

種

シ

ナ

イ

。
厚

蒔
「

苗

悪

ク
移

植

ス

ル

ニ
折

損

、

枯

損

ノ

患

ア

リ

、

収
穫

ノ
多

募

モ
苗

ノ

善
悪

ニ

ア

リ

」
。
「

苗

代

ノ

薄

蒔

キ
（

雑

草
蔓

延

シ
成

育

宜

シ

カ

ラ

ズ

ト

雖

モ
、

厚

蒔

キ
（

苗

ノ
性

柔

軟

ニ

シ

テ

移

植

ス
ル

モ

生

育

遅

延

、

従

ツ

テ
、

成

熟

モ

遅

シ
、

気

候

不

順

ナ

ル
年

二
（

収

穫

少

キ

モ

ノ

ナ

ル
故

、

薄

蒔

キ

ニ

シ

テ
苗

床

ヲ

拵

ル

ニ
注

意

ス

ル

ニ

ア
リ
：
）

（
以

上
農

談
会
日
誌
）

と

し

て
、

薄

播

き

の
利

点

と
、

そ

れ

へ

の
指

向

が

は

っ

き

り

卵 夕



村 の 発 展第６章

と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

㈲
　

本
田
の
耕
起
整
地

本
田

の
耕
起
に

つ
い
て
は
、
明
治
一
五
年

の
農
談
会

の
席
上
型
に耕
導
入
の
必
要

性

が
話
し
合

わ
れ
て
お
り
、
同
一
九
年
に
は
農
談
会

の
後
に
発
足
し
た
郡
勧
業
会

の
要
望
に
基

づ
い
て
、
郡
役
所

の
計
画
に
よ

っ
て
各
村
二
圭

二
か
所
で
、
馬
耕
巡

回
実
施
伝
習
会
が
行

わ
れ
、
本
村
に
お

い
て
も
三
か
所
で
馬
耕
が
行

わ
れ
、
そ
の

梨
耕
水
田
の
稲
作
試
験
結
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
梨
耕
の
積
極

的
導
入
策
が
と
ら
れ
て

い
る
が
、
一
般
農
民

に
よ
る
梨
の
導
入
は
ほ
と
ん
ど
進
ん

で

い
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
耕
起
は
万
能
鍬

で
行

な
わ
れ
て
お
犬

水
稲
耕
作
中

最
も
重
労
働
の
作
業

で
あ
っ
て
、
深
耕

す
る
こ
と
は
容
易

で
は
な
か
っ
た
。

代

径
き
は
牛
馬

を
使
用

し
て
の
馬
鍬
に

よ
る
砕
土
、

ま
た
は
、
万
能
鍬
で

の
人

力
砕
土

の
後
、

牛
馬

を
引

き
回
し

て
踏

ま
せ

を
行

い
、
大
足
踏
み
等
に
よ

っ
て
植

代

が
つ
く
ら
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
と

あ
ま
り
変

わ
っ
て

い
な

い
。

㈲
　

肥
　
　
　

料

肥
料

の
中
心

は
江
戸
時
代
と
同
様
刈
敷
が
主
体
で
、
堆
厩
肥
・
落
葉
・
藁
・
青

灰
・
人
糞
尿
等
が
用

い
ら
れ
て

い
る

。
明
治
一
六
年
の
農
談
会
席

上
「
以

前
（

原

野

ニ
オ
イ
テ
肥
料
ヲ
ト
リ
ク
ル
モ
今
日
ニ
オ
イ
テ
（

皆
紫
雲
英

ヲ
播

種
シ
、
或
「

蔓
草
ヲ
作

ツ
テ
肥
料
ト

シ
・：
」
、

と
本
村
農
民

が
発
言
し

て
い
る
が
、

紫
雲
英

の

栽
培
が
乾
田

の
み
可

能
で
あ
る
こ
と
、
万
能
鍬

に
よ
る
耕

起
に

は
紫
雲
英
栽
培
田

は
労
力
を
多
く
要
す
る
と

い
う
考
え
方

が
あ
り
、
実

際
に

は
発
言
内
容

ほ
ど
多

く

な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
紫
雲
英

が
水
田
肥
料
と
し

て
増
加
し

て
き
た

こ
と
は
わ
か
る
。

明

治
時
代

に
は
購

入
肥
料

と
し
て
魚
粕
、
油
粕
、
明
治
時
代
後
期
に

は
さ

ら
に

大

豆
粕
、
過
燐
酸
石
灰
等

が
使

わ
れ
始

め
る
が
、
そ

れ
ら
は
換
金
作
物
、
当
地
で

は
主
と
し
て
桑
園
に
用

い
ら
れ
て
、
稲
に
対

す
る
使
用
は
き

わ
め
て

少

な

か

っ

た
。

石
灰

は
す
で
に
江
戸
時
代

か
ら
使

わ
れ
始
め
て

い
る
が
、
石
灰

の
施
用

は
そ
の

年
に

は
効
果
か
お

る
が
、
地
質
を
悪

化
し
、
米
質

を
悪

く
す
る
も
の

で

あ

る

か

ら
、
使
用
を
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
と

い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
明
治

二
一
年
郡
役
所
は
農
商
務
省
の
指
示

に
基
づ

い
て
石
灰

の
施
用

状
況
に

つ
い
て
調

査
を
命
じ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
本
村
か
ら
の
報
告

が
残
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
に
よ

る
と
、
石
灰

の
施
用

量
は
か
な
り
一
般
化
し
、
特
に
、
天

竜
川
沿

岸
沿

い
の
水
田

に
多
く
、
刈

敷
や
野
草
と
併
用

す
る
合
理
性

が
み

ら
れ
、
反
当

二
五
〇

圭

二
〇
〇

貫
を
施
用

し
て
い
る
と
報
告

さ
れ
て
い
る
。

⑤
　

田
植
と
除
草

明
治
初
期

は
「
田
方
植
付
届
」
が
毎
年
各
村

か
ら
県
令
に
報
告
さ
れ
て

い
る
。

こ
れ
は
苗
不
足
に
対
処
す

る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
届
け
に
よ
っ
て
当
時

の
田
植
え

の
時
期
を
み

る
と
早
生
種
は
六
月
八
日
～
一
〇
日
、
中
生
種
は
六
月
一

〇
日
上

一
〇
目
、
晩
生
種
は
六
月
二
〇
日
二

一
五
日
と
な
っ
て
い
る
。
苗
代

技
術

が
未
熟
で
あ

っ
て
早
期
の
育
苗
が
困

難
で
あ
っ
た
か
ら
、
田

植
え
の
時
期

は
現
在

よ
り

か
な
り
遅
か

っ
た
。

栽
培
密
度
に
つ
い
て
は
か
な
り
関

心
が
高
ま
り
、
先

進
的

農
家
に

よ
っ
て
栽
培

密
度
試
験
が
行

な
わ
れ
て
お
り
、

一
般
的
に

は
一
坪
（
三

こ
≒
ｍ
）
の
株
数

は
五
〇

株
程
度
で
一
株
本

数
に
つ
い
て
は
、

コ

株

二
大

二
本

を
度
と
し
挿
苗

す
、
必

ず

多
く
植
う
る
は
成
長
に
害

あ
り
、
特
に
穂
に
大
小

あ
っ
て
不
揃

い
と
な

る
は
挿
苗

の
多

少
に

よ
る
」
、
「
一
坪
五
〇
株
と
し
二
本
植
、
三
本
植
、
五
本
植

の
試
み
を
し

て
精
算
せ
し
に
、
三
本
一
株

が
最
も
繁
殖
し
収
穫
は
二
合
多
古
を
覚
ゆ
、
故

に
三

本

一
株

が
適
宜

な
る
べ
し
…
」
、（
農
談
会
日
誌
）
と
し
て
小
株
に
す
る
こ
と
が
良

い

と
し

て
い
る
。
ま
た
、
植
付
形
式
に
は
正
条
植
え
が
ま

だ
普
及
せ
ず
、
ほ
と
ん
ど

お
い
ら
ち
（
追
埓
）

と
い
う
不
正

条
植
え
で
、

一
部

に
片
正

条
植
え
が
始

め
ら
れ

た
程
度
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
中
耕
除
草
は
手
取

り
が
中

心
で
あ
っ
て
、
回
数

は

三
～
四
回
行

な
わ
れ
、

花
鈴

を
背
負

っ
て
草

を
取

る
と

い
う
ほ
ど
か
な
り
遅

く
ま

卯 θ
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で

行

な

わ
れ

て

お

宍

炎

暑

の

候

の

四

つ
ん

這

い
で
行

な

う
田

の

草
取

り

は
非

常

な

重

労

働

で

あ

っ

た
。

㈲

―
病

虫

害

防

除

病

虫

害

防

除

に

つ

い
て

は

関

心

が

高

く

、

特

に

害

虫

は

目

に

つ
き

や

す

い
た

め

早

い
時

期

か

ら
注

意

を
ひ

き

、

煌

は
既

に

江

戸

時

代

か

ら

し

ば

し

ば

大

被

害

が

あ

っ

た

こ
と

が
記

録

に

残

っ
て

い

る
が

、

明

治

以

後

は

他

の
害

虫

に

も

目

が

向

け

ら

れ

た

。
浮

塵

子

、

横

這

類

の
被

害

に

つ

い
て

は

明

治

コ

ー年

に

其
ノ
形
初
発
微
小

ニ
シ
テ
形
容
ス

ペ
カ
ラ
ズ
。
稲
長
ズ
ル
ニ

シ
タ
ガ
イ
テ
大
キ
サ
米

粒

位

于

ビ
エ

Ｈ
黄
色
ヲ
帯

ビ
蝉
ノ
形

二
似

ク
ジ
。
該
虫
稲
穂

二
群
居

シ
精
液
ヲ
吸
収
ス
レ
バ

該
穂
凋

衰
ス
。
依

ツ
テ
当
今
専
ラ
駆
除
法
施

シ
候
得
共
、
自
然
郡
内
へ
蔓
延
ノ
程
ヲ
斗
り

難

ク
候
…

と

し

て
、

郡
長

よ

り

各
戸

長

へ
注

意

を
喚

起

し

て

い

る

。

さ

ら
に

、

明

治

二

一
年

に

は
稲

象

虫

の
経

過

習

性

に

つ

い
て

の
通

途

、

同

こ
二

年

に

は
稲

芭
虫

に

対

す

る
注

意

を
出

し

て

い

る

。

こ

の

よ

う
に

し

て
、

害

虫

に

つ

い
て

は

そ

の
発

生

の
経

過

及

び

習

性

等

に

つ

い

て

し

だ

い
に

理

解

が

深

ま

っ
て

い

る
が

、

駆

除

予

防

に

つ

い
て

は
灯

火

誘

殺

、

畦

畔

の
雑

草

の
焼

却

に

よ

る
越

冬

害

虫

の
焼

殺

、

水

面

へ
油

脂

類

を

滴

下

し

そ

れ

に

害

虫

を
払

い
落

と

す

こ
と

な

ど
多

少

の
進

歩

が

認

め
ら

れ
る

が

、

他

は
捕

殺

が

中

心

で

あ

っ
た

。

県

は
明

治

一

九
年

「
田

圃

害

虫
予

防

規

則

」

を
制

定

し

、

さ
ら

に

二

五

年

に

は

こ

れ

を

整

備

し

て

い
る

が

、

本

規
則

に

基

づ

い
て
駆

除

予

防

す

べ

き
害

虫

と
し

て

挙

げ

て

い

る
稲

作

害

虫

は
次

の
四

種

で

あ

る

。

○
稲
の
娯
虫
（
異
名

シ
ン
ム
シ
・
サ

シ
ム
シ
、
ズ
イ
ム
シ
）

○
稲

の
（

マ
グ
リ
虫
（
異
名
カ
ラ
メ
ム

シ
、
チ
マ
キ
ム
シ
）
・：
（
稲
芭
虫
）

○
稲

の
泥
虫
（
異
名
ド

ロ
コ
ペ
ム
シ
、
ド

ロ
オ
ヒ
ム
シ
）

…
（
稲
屁
負
虫
）

○
稲
の
横
這
（
異
名
ヌ
カ
ム
シ
、
ウ
ン
カ
、
コ
ヌ
カ
ム
シ
）

稲のはざ掛け23図6

規
則
は
こ
れ
ら
の
害
虫
が
発
生

し
た
と
き
は
直
ち
に
町
村
役
場
へ

通
報
す
る
こ
と
、
駆
除
予
防
は
一

町
村
を
単
位
に
、
発
生
状
況
に
よ

っ
て
は
数
部
落
ま
た
は
数
か
村
を

一
地
域
と
し
て
駆
除
す
る
こ
と
、

蔓
延
の
徴
候
が
あ
る
と
き
は
区
域

内
の
作
人
を
し
て
駆
除
予
防
に
従

事
さ
せ
、
他
区
域
に
蔓
延
の
徴
候

あ
る
と
き
は
隣
接
地
区
に
通
報
す

べ
き
こ
と
、
な
ど
が
定
め
ら
れ
て

い
る
。
共
同
防
除
の
体
制
の
確
立

は
大
き
な
進
歩
で
あ
る
が
、
適
確

な
防
除
法
が
明
記
さ

れ
て
お
ら

ず
、
た
だ
区
域
内
一
致
し
て
駆
除
予
防
に
従
事
す
べ
き
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る

の
み
で
あ
る
こ
と
は
、
当
時
の
技
術
の
段
階
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

病
害
に
つ
い
て
は
ま
た
幼
稚
な
段
階
で
、
稲
熟
病
に
つ
い
て
の
郡
長
よ
り
各
戸

長
あ
て
の
通
達
が
残
っ
て
い
る
が
そ
れ
を
み
る
と
、
天
候
不
順
や
肥
料
過
多
あ
る

い
は
軟
弱
な
生
長
が
稲
熱
病
の
発
生
を
導
く
こ
と
は
漸
く
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、

稲
熱
病
の
病
原
菌
の
存
在
は
ま
だ
知
ら
ず
、
ま
た
、
根
腐
れ
を
稲
熱
病
と
同
一
視

す
る
な
ど
誤
っ
た
考
え
方
も
あ
り
、
防
除
の
方
法
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い

な
か
っ
た
。

⑦
　
収
穫
・
乾
燥
・
調
整

刈
取
り
は
鎌
に
よ
っ
て
刈
り
取
ら
れ
、
ま
だ
大
部
分
は
刈
干
し
が
行
な
わ
れ
て

い
た
。
明
治
一
〇
年
代
は
稲
架
掛
け
乾
燥
が
一
部
で
始
め
ら
れ
た
が
、
一
般
に
は

な
か
な
か
普
及
し
な
か
っ
た
。
第
三
回
農
談
会
日
誌
に
「
乾
燥
法
（
（

ザ
掛
ケ
ニ

671
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如
ナ
シ
、
実
地
赤
穂
以
南
（

凰
乾
（
（

ザ
掛
ケ
）
ヲ
用

ウ
ル
ヲ
以
テ
米
質
頗
ル
良

好
ナ
ル
ニ
、
本
村
、
伊
那
村
等
（

乾
燥
二
注
意
セ
ザ
ル
ニ
ョ
リ
米
価
低
シ
、
当
地

方
ガ
（

ザ
掛
ケ
ヲ
実
施
セ
ザ
ル
（

、
ソ
ノ
主
ナ
ル
（

小
作
人
ア
リ
テ
加
地
子
ヲ
地

主
二
収
メ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
、
故
二
態
卜
水
ヲ
注
ギ
量
目
ヲ
重
ク
ス
ル
如
キ
不
良
ノ
者

ア
ル
ヲ
以

テ
改
良

二
至
ラ
ズ
」
と
述
べ
て
い
る
。

脱

穀
は
千

歯
が
使

わ
れ
た
。
初
期

の
内

は
竹
製

の
も

の
で

あ
っ
た
が
し

だ
い
に

鉄
製

の
も
の
と
な
り
能
率

は
向
上

し
た
が
、
当
時

は
稲

の
品
種
に
有

芒
種
が
多

く

千
歯
扱

き
の
た
め
枝
梗

が
ち
ぎ
れ
て
く
る
こ
と
が
多

く
、
芒

を
と
っ
た
り
枝
梗

か

表
6
j
2
5
　明治
時
代
稲
収
穫
量
と
反
当
収
量

ら
籾

を
離

す
た
め
棒
打

ち
と

い
う
特
殊
な
作
業
が
必
要
で
あ

っ
た
。

調
整
に
は
節
、
唐
箕
、
千
石
（
万
石
）
ど
う
し
等
が
使

わ
れ
た
。

刈
干

し
が
一
般
的
で
あ

っ
た
た
め
籾
の
水
分
は
ま
だ
か
な
り
多
く
、

ど
の
家

で

も
菰
を
敷
き
そ
の
上
に
籾
を
ひ
ろ
げ
て
天

日
で
乾
燥

す
る
粒
干

し
と
い
う
作
業

が

二
人

二
目
行

な
わ
れ
た
。
脱
秤
は
上

臼
で
行

な

わ
れ
た
。

ヽ
明
治
一
〇
年
代

の
村
の
水
田

作
付
面
積
・

収
穫

高
・
反
当

収
量
を
表
示

す
る
と

表
６
－
2
5
の
よ
う
で

あ
る
。

（
役
場
文
書
よ
り
作

成
）

儒　脱　中　早　合

米　生　生　生　計

（
ノ

一
二　二　七　二　五

八　八　一　四　二、　、　、　、　、
町

○　○　七　二　〇
〇　〇　五　五　〇

反

別 明

治

一

一一一

年

一－ 一
四 四 二 四 五

三 九 四 一 八

四　 〇　 八　 二　 四

ゝ　　ゝ　　３　　ゝ　　 石ゝ

○　 ○　 四　 二　 七

○　 ○　 五　 五　 〇

全

収

穫

量

一 一 一 一 一、　、　、　、　、
石

五 七 七 七 七
五　五　四　〇　〇
〇　〇　〇　〇　〇

反

当

収

量

一－ 一
三　 四　 二　 三　 四

七 七 三 三 二

七 一 九 五 三、　 、　 、　 、　 、石

七　 一　 八　 〇　 七

二　 二　 四　 九　 七

全

収

穫

量

明

治

一

五

年
一 一 一 一 一

ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　 石ゝ

四 五 六 五 五

二　 八　 八　 〇　 八

〇　 〇　 〇　 〇　 九

反

当

収

量

一

三 三 九 二 八

三 四 〇 五 四

〇 九 九 四 四

ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　 石ゝ

九　 九　 三　 三　 五

六　 八　 五　 〇　 九

全

収

穫

量

明

治

一

七

年
一 一 一 一 一

ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　 石ゝ

一 一 一 一 一
一 一 一 一 一
四　 四　 四　 四　 四

九　 九　 九　 九　 九

反

当

収

量

で明　　　 平　 平
あ治　 一 年 二年
っ一 一 石 作　 作`

だ七 石 八
反 七全

年 八 升 収 四収

は 斗 Ｓ　　四量
凶 二　　 石
年 升

備

考

≒
　

友
正
よ
り
昭
和
前
期
の
農
業

大
正

か
ら
昭
和

の
初
期
へ

か
け
て
は
養
蚕

の
全
盛
時
代
で
あ

っ
て
、
農
業
は
養

蚕

を
中
心
と
し
て
展
開
し
て

い
る
（
次
項
養
蚕
業
の
発
展
と
衰
退
の
項
参
照
）
が
、

他

の
農
業
面
に
お

い
て
も
か
な
り

の
進
歩
を
遂
げ
て

い
る
。
そ
れ
は
、
明
治
三
〇
年

に
県
農
業
試
験
場
が
設
置
さ
れ
、
耕
種
の
各
面
に
わ
た

っ
て
研

究
成
果
が
発

表
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
大
正
六
年
か
ら
は
町
村
ま
た
は
町
村
農
会
に
農
業

技

術
員
を
置
く
よ
う
左

の
と
お
り
指
示
さ
れ
、
そ
の
成
果
が
次
第
に
技
術

を
向
上

さ

せ

た
か
ら
で
あ

る
。

町
村
又
（

町
村
農
会
二
農
業
技
術
員
ヲ
設
置
シ
農
事
ノ
指
導
奨
励
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ル
ペ

斯
業
ノ
啓
発
上
最
モ
緊
要
ノ
コ
ト
ニ
属
ス
。
サ
レ
バ
、
各
位
（

明

年
度

ヨ
リ
之

が
設
置

ヲ

ナ
ス
様
相
当
措
置
セ
ラ
レ
、
以

ツ
テ
普
通
農
事
ノ
奨
励

二
関

シ
遺

策
ナ
カ
ラ
シ
メ
ン

Ｊ
ト

ヲ
望

ム
　（
役
場
文
言

こ

の

よ

う

に

し

て
、

農

業

は
組

織

的

に

研

究

指

導

を
受

け

る

よ

う
に

な

り
、

各

面

に

わ

た

っ

て

か

な

り
著

し

い

進
歩

を
遂

げ

る

こ
と

に

な

っ

た

。

１
　

金

肥
施

用
量

の

増

加

と

緑

肥
栽

培

の

奨

励

購

入
肥

料
（
金
肥
）
の
使

用

は
既

に

明

治

一
〇

年

代

か
ら

始

ま

っ
て

い
る

が

、

そ

れ

は
商

品

作

物

の
栽

培

を
中

心

と

し

て

広

ま

り
、

当

地

に

お

い

て

は
桑

園

を

中

心

と
し

て
、

大

正

・
昭

和

と

そ

の
使

用

量

が

急

速

に

増

加

し

た

。
ま

た

、

購

入

肥

料

672
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表6-26　 上伊那における金肥使用高( 農会事報及び『上伊那誌』)

＼
人造肥料 海 産 類 粕　　類 骨・血粉 糖　　 類 雑 肥 類 合　　　 計

硫安 ・過石
・硫加 ・配
合肥料・完
全肥料等

鯨
／粕・朧

／粕等の魚
粕類

大豆 粕・菜
種粕・頬／
粕等

骨粉・血粉

・ タンケー
ジ等

米 糠・麦糠
等

大豆・丸蛸

・石灰・下
肥等

//

.// ゛

x//

大
正

一
○
年

稲

麦

桑

他

計

円
34,287

10,713

100,933

5,034

150,967

円
11,885

795

100,849

2,898

116,427

円
88，170

2,333

137,975

9,316

237,794

円
12,182

712

4,352

627

17,873

円
3,320

4,532

18,954

1，175

27,981

円
149,844

19,085

363,063

19,050

551,042

大
正

一
一
一一年

稲

麦

桑

他

計

92,093

12,721

186,841

17,904

309,559

18,477

250

75,992

2,080

96,799

66,253

1，520

225,787

6,507

300,067

12,913

169

2,253

131

15,466

133

1,610

5,869

1,107

8,719

6,253

503

5,855

1，113

13,724

196,122

16,773

502,597

28,842

744,334

昭
和

五
年

稲

麦

桑

他

計

118,371

11,365

185,165

11,646

326,547

20,874

776

70,445

3,660

95,755

59,913

2,619

109,407

5,776

177,715

19,691

69

2,125

272

22,157

201

666

1,807

紬

3,514

42,490

520

48,310

1,824

93,144

261，540

16,015

417,259

24,018

718,832

中
で
は
人
造
化
学
肥
料
の
増
大
が
著
し
い
。
上
伊
那
郡
に
お
け
る
大
正
か
ら
昭
和

初
期
に
か
け
て
の
金
肥
使
用
高
を
表
示
す
る
と
表
6
1
2
6の
よ
う
で
あ
る
。

上
伊
那
郡
下
の
肥
料
の
施
用
総
額
は
大
正
一
〇
年
が
五
五
万
一
〇
四
二
円
で
あ

り
、
同

二
二
年
に
は
七
四
万
四
三
三
四
円
と
僅
か
二
年
間
で
約
三
五
％
の
増
加
を

示
し
て
い
る
。
昭
和
五
年
は
不
況
の
た
め
大
正

二
二
年
に
比
べ
や
や
減
少
し
て
い

る
が
、
人
造
肥
料
は
増
加
し
て
い
る
。
さ
ら
に
内
容
を
詳
し
く
見
る
と
、
大
正
時

代
購
入
肥
料
の
施
用
量
の
六
〇
～
七
〇
％
は
桑
園
に
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
稲
作

に
対
す
る
使
用
量
も
し
だ
い
に
増
加
し
、
昭
和
五
年
以
降
の
繭
価
の
暴
落
、
養
蚕

の
衰
退
と
共
に
桑
園
施
肥
量
は
急
速
に
減
少
し
、
施
肥
対
象
の
主
体
が
稲
に
代
わ

っ
て
く
る
。
本
村
内
の
施
用
量
の
調
べ
で
は
昭
和
八
年
の
こ
ろ
水
田
の
施
肥
量
が

桑
園
施
肥
を
超
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
施
肥
量
の
増
加
は
、
昭
和
五
年
の
繭
価
の
暴
落
と
米
価
の
低
落
に

よ
る
農
家
経
済
の
苦
境
に
際
し
、
そ
れ
が
重
圧
と
な
っ
て
農
家
経
済
を
破
壊

し

た
。
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
盛
ん
に
自
給
肥
料
の
増
産
が
奨
励

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
堆
厩
肥
の
増
産
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
が
、

大
量
に
生
産
さ
れ
る
蚕
糞
の
有
効
利
用
の
方
法
と
し
て
埋
蔵
利
用
が
指
導
さ
れ
田

々
畑
に
は
緑
肥
の
栽
培
が
勧
め
ら
れ
た
。

緑
肥

と
し
て
は
、

水
胆

畏
作

と
し

て
の
紫
雲
英

の
作
付
け
、
桑
畑
に
は
間
作
と

し
て
ザ
ー
ト
ウ
ィ
ッ
ケ
ン
・
ヘ
ア
リ
ー
ベ
ッ
チ
、
や
や
遅
れ
て
上
田
え
ん
ど
う
等

の
蔓
性
豆
科
の
緑
肥
を
作
り
、
こ
れ
を
肥
料
と
し
て
鋤
き
込
む
こ
と
が
勧
め
ら
れ

た
。大

正
八
年
の
紫
雲
英
の
作
付
面
積
は
村
全
体
で
四
五
町
歩
程
度
で
あ
宍

西
天

開
田
地
区
は
初
期
の
う
ち
保
水
力
を
損
ね
る
と
い
う
こ
と
で
紫
雲
英
の
作
付
け
は

禁
止
さ
れ
て
い
た
の
で
、
急
速
に
は
伸
び
な
か
っ
た
が
、
最
盛
期
に
は
百
数
十
町

歩
の
田
畑
に
緑
肥
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
。

２
　
病
虫
害
防
除
技
術
の
進
歩
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農
業
の
組
織
的
研
究
指
導
体
制
の
下

で
、
比
較
的
早
く
指
導
普
及

さ
れ
た
の
が

病
虫
害
防
除
技
術
で
あ

っ
た
。

施
肥
量
の
増
加
と
共
に
稲
作
の
最
大
の
病
害
と
な
っ
た
稲
熱
病
も
、

は
っ
き
り

と
病
名
が
確
立
し
、
そ
の
病
原

に
対
す
る
認
識

も
進
ん
で
前
後
の
駆
除
予
防
策

が

的
確
と
な
り
、
昭
和
初
期
に
は
発
生
予
防
の
た
め
に
石
灰

ボ
ル
ド
ー
液
の
散

布
を

す
る
こ
と
を
、
村
農
会
が
農
家
小
組
合
長

会
で
指
導

し
て
お
り
、
実
際
に
散

布
が

行

な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

麦
類
の
病
害
予
防
と
し
て
は
、
大
正

三
年
に

種
子

の
塩
水
選
が
奨
励

さ
れ
、
大

正
末
期
に
は
黒

穂
病
類

、
斑
葉
病
予
防
の
た
め
種
子
の
風
呂

湯
浸
法
が
奨
励
さ
れ
、

さ
ら
に
雪
腐
病
予

防
の
た
め
に

コ
ロ
イ
ド
ボ
ル
ド
ー
液
の
散
布

が
有
効
で

あ
る
こ

と
を
報
じ
て
い
る
。
（
長
野
県
農
会
事
報
）

各
種
の
野
菜
に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
に
病
名
や
病
原
が
確
定
し
、
駆
除
予
防
法

が
し
だ
い
に
進
歩
し
た
こ
と
を
伺

わ
せ

る
資
料

が
見

ら
れ
る
よ
う
に
な

る
ほ

か
、

駆
除
予

防
の
た
め
の
農
薬
も
急
速
に
登
場
し
て
き
て

い
る

。
昭
和
初
期
に
お
け
る

主
な
農
薬
を
列
記

す
る
と
次

の
よ
う
に
な

る
。

殺
菌
剤
＝
石
灰
ボ
ル
ド
ー
液
（
普
通
石
灰
・
少
石
灰
・
過
石
灰
）

銅
石
け
ん
液
　
石
灰
硫
黄
合
剤

殺
虫
剤
＝
除
虫
菊
粉
　
除
虫
菊
加
用
木
灰
（
石
灰
）
合
剤

デ
リ
ス
粉
　
硫
酸
二
コ
チ
ン
　
ネ
オ
ト
ン
　
枇
酸
鉛
　
枇
酸
石
灰

昭
和
五
年
、
西
天

竜
開
田

初
期

に
お
い
て
は
、

新
田

病
と
俗
称

さ
れ
る
稲
赤
枯

病
が
相
当
広
範
囲

に
発
生
し
た
様
子

で
、

農
家
組
合
長

会
等
で
そ
の
対

策
が
示

さ

れ
て

い
る
の
も
興
味
深

い
。

３
　

農
具
の
進
歩

梨
耕
は
明

治
時
代

か
ら
奨
励

さ
れ
て
い
る
が
容
易
に
普
及
し

な
か
っ
た
。
し

か

し
、
大
正

時
代

に
な
る
と
し
だ
い
に
普
及

し
始

め
、
大
正

一
三
年

の
上
伊
那
郡
下

の
牛
馬

耕
を
し
た
水
田

の
面
積

は
五
五
四
五
町
余
に

な
っ
て
お
り
、

そ
の
時

の
水

田
面
積
か

七
七
一
六
町
余
で

あ
っ
た
か
ら
七
〇
％

余
が
牛
馬
に
よ
る
梨
耕
を
し
た

こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
（
長
野
県
農
会
事
報
）
本
村
に
お
け
る
梨
耕
面
積
は
不

明
で

あ
る
が
、
昭
和
に

な
っ
て
も
西
天
開
田
地
区
は
梨
耕
に
よ

っ
て
水
持
ち
が
悪
く
な

る
と
い
う
考
え
方

が
あ
り
、
西
天
地
域

の
梨
耕
は
や
や
遅
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
大
正
初
期
足
踏
回
転
脱
穀
機
が
伝

わ
り
始
め
、
同

一
〇
年
ご
ろ
に
は
か

な
り
普
及
し
、
籾
摺
機
、
万
石
等
も
改
良
さ

れ
脱
穀
調
整
を
中
心
と
し
て
農
具
の

発
達

が
進
ん
だ
。

ほ
か
に
、
中
耕
除
草
用

の
回
転
除
草
機
、
薬
剤
散
布
用
の
噴
霧
機
が
使
用

さ
れ

始

め
、
動
力
源
と
し
て
水
力
・
畜
力
の
外
に
石
油
発
動
機
・
電
動
機
等
が
利
用

さ

れ
る
な

ど
各
種

の
農
機
具
が
生
ま
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
昭
和
に
は
い
る
と
各

種
農
機
具
が
製
造
販
売
さ
れ
る
に
至
る
が
、
特
に
満
州
事
変
以

来
の
農
村
労
働
力

の
不
足
が
農
機
具
の
発
達
を
促
し
た
面
も
あ
り
、
昭
和

コ

二
年
、
県
経
済
連
が
優

良
農
具
一
覧
表
を
作
製
し
て

い
る
が
、
そ
れ
に
挙
げ
ら
れ
た
農
機
具
の
主
な
も
の

は
次

の
よ
う
で
あ

っ
た
。

図6-24　 足踏回転脱穀機（大正 のころ一般に普

及した）

人

力

農

具
・：
麦

播

種

機

、

水

田

中

耕

除

草

機

（
回

転

除

草

機

）

麦

土

入

機

噴

霧

機
（
樽

付

き

、
肩

掛

け
・
背

負

型

半

自

動

）

足

踏
回

転
脱

す
り
　
　
　と
う
み

穀

機

、
籾

摺
機

、
唐

箕

、

万

石

、

藁
打

機

、

縦

線

選

穀
機

、
製

縄
機

、
製

え
ん
　
　
　こ
も

疏

機

、
菰

編
機

、
藁

切

機

、
抜

根
機

、
製

族

機

、

繭

毛
羽

取

機
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畜

力
農
具
…
型
に（
単
用

・
双
用
）
砕
土
機
　

畑
中
耕
除
草
機

（
カ
ル
チ

ベ
ー

ダ
士

畜

力
用

水
田
除
草
機

、
畜
力
用
脱
穀
機
　

畜
力
用
精
米
機

動
力
農
具
・：
電
動
機
、
石
油
発
動
機
　

木
炭

ガ
ス
発
生
機
、
動
力
噴
霧
機
、
揚
水
ポ
ン

プ
、
動
力
脱
穀
機

（
普
通
型
・
昇
降
機
付
）
、
籾
摺
選
別
機
、
動
力
精
米
機
、
動
力

精
麦
機
、
動
力
精
粉
機
、
動
力
製
麺
機
、
動
力
藁
打
機
、
動
力
縄
仕
上
機
、
動
力

肥
料
粉
砕
機

（
役
場
文
書
）

４
　

農

業

会

の
活

動

と

農
業

の

進
歩

明

治

三

二
年

六
月

農

会

法

が

公

布

さ

れ
、

翌

三

三

年

に

は
各

町

村

に

農

会

が

成

立
し

て

い

る

が
、

大

正

一

二
年

こ

ろ

か
ら

県

・

郡

・

町

村

農

会

と

も

画

期

的

な

活

動

期

に

は

い

っ

て

い

る

。
県

・
郡

農

会

は
そ

れ

ぞ
れ

農

会

時

報

を

発

行

、

そ

れ

に

農

業

情

勢

や

農

業

技

術

等

を

発

表

し

て
農

民

の
啓

発

指

導

に

当

た
り

、

町

村

農

会

に

お

い

て

は
村

農

会

長

の
下

に

各

区

農

会

長

、

さ

ら

に

そ

の
下

に

農

家

組

合

長

を

配

し

て
農

民

を

組

織

し

、

区

農

会

長

及

び

農

家

組

合

長

を

た

び

た

び

招

集

し

て

協

議

会

、

打

ち

合

わ
せ

会

等

を

開

い

て
協

議

指

導

を

重

ね

、

各

農

家

組

合

は

定

例

の

組

合

会

を
持

っ

て
目

的

達

成

に

努

力

し

て

い

る
。

大

正

一
三

年

の
農

家

組

合

準

則

の
第

二

条

に

農

家

組

合

の

目

的

が

次

の

よ

う

に

明

示

さ

れ

て

い

る

。

第
二
条
　

本
組
合
（

和
衷
協
同

隣
保
互
助
ノ
精
神
ヲ
涵

養
シ
、
併

セ
テ
左
記
事
項

ノ
達

成
ヲ
期

ス
ル
ヲ
目
的
ト

ス

ー
、
農
事
改
良
施
設
　

一
、
保
健
衛
生

二
関
ス
ル
施
設

一
、
火
防
上
ノ
施
設
　

一
、
教
育
ノ
普
及
向
上

一
、
家
計
経
済
ノ
改
善
並
ビ
ニ
貯
蓄
思
想
ノ
涵

養

べ

納
税
義
務
ノ
遂
行
　

一
、
農
事

二
関
ス
ル
研

究
調
査
　

’

二

其
ノ
他
農
家
ノ
福
利
ヲ
増
進
ス
ペ
キ
事
項
　
　
　
　
　
　
　

匯

（
田

畑
南
部
動

力
組
合

文
書
）

農

家

組

合

の

目

的

は

農

事

の

改

良
研

究

調

査

の

み

で

な

く
、

保

健

防

災

・
教

育

・
納
税
・
貯
蓄
・
家
計
等
生
活
全
般
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、

事
業

の
中

で
大

き
な

比
重
を
占
め
た
も
の
は
や
は
り
農
事
関
係
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
同
年
、
村
農

会
は

農
家
組
合
に
対
し
て
、
共
同

耕
作
地
の
設
置
・
組
合
採
種
圃
苗

圃
の
設
置

・
肥
料

溜
の
設
置
・
甘
藷
の
栽
培
・
自
家
用

醤
油
の
製

造
・
緑
肥

栽
培
・
蚕

種
の
共
同
催

青
・
病
虫
害
一
斉
防
除
等
に
補
助

金
を
出
し
て
奨
励
し
て
お
り
、

さ
ら
に
、
同
年

の
農
家
組
合
協
定
実
行
事
項

と
し
て
村
農
会
か
ら
示

さ
れ
た
内
容

は
次
の
と
お
り

で
あ

っ
た
。

田
　
稲
作
の
改
良
増
殖

イ
、
奨
励
品
種
の
栽
培
　
　
　
　
　

口
、
苗
代
の
薄
蒔
き
（
坪
三
合
以
下
）

べ

苗
代

の
駆
虫
（
一
回
以

上
）
　

二
、
苗
代

の
稗
抜

き
（
二
回
以
上
）

ホ
、
小
株
密
植
（
坪

六
十
株

一
株
二
二

二
本
）

へ
、
一
番
除

草
（
植
付

け
後
二

週
間
以
内
）

卜
、
稲
架
掛

け
、

㈲
　

麦
作

の
改
良
増
植

イ
、
奨
励
品

種
の
栽
培
　
　

口
、
大
麦

の
作
付
け
（
家
族
一
人
一
畝
以
上
）

（

、

広
蒔

き
と
土
入

れ

㈲
　

自
給
肥
料

の
改
善

イ
　
紫
雲
英

（
坪
当

た
り
二
貫
以
上
刈

る
）

口
、
加
里

（
反
当
木
灰
十
貫
以
上
）

（

、
有
機
質
肥
料
施
肥

（
推
肥
又
は
緑
肥
二
百
貫
藁
稗
類
は
五
十
貫
以

上
）

二
、
便
所
へ
過
燐
酸
石
灰
箱
設
置

ホ
、
桑
園
緑
肥
栽
培

㈲
　

蚕
桑

の
改
良

イ
、
桑
園

の
改
植
　

口
、
春
蚕
条
桑
育
　

ぺ

埋
薪
法

的
　

消
費

の
節
約
自
給

イ
、
自
家
用
醤
油

の
製
造
　

口
、
蚕
糞
の
埋
蔵

（
田

畑
南
部
動
力
組
合
文
書
）

卯5
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こ
の
よ
う
な
協
定
実
行
事
項
を
示
し
て
各
農
家
に
対
し
て
そ
の
実
行
を
促
し
、

各
農
家
組
合
の
実
行
の
程
度
を
全
村
的
に
採
点
し
、
優
良
農
家
組
合

を
表

彰
し

た
。
ま
た
、
苗
代
品
評
会
等
も
毎
年
の
よ
う
に
実
施
し
て
農
事
の
改
良
普
及
に
努

力
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
大
正
末
期
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
農
業
会
の
活
動
は
農
業

の
発
展
に
対
し
て
極
め
て
重
要
な
働
き
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
大
正
一
五
年
に

県
技
師
を
招
い
て
村
内
全
域
に
わ
た
っ
て
土
性
の
現
地
調
査
を
し
て
い
る
の
も
農

会
の
仕
事
で
あ
り
、
農
業
改
良
に
対
す
る
農
会
の
意
欲
が
感
ぜ
ら
れ
る
。

５
　
昭
和
の
経
済
恐
慌
と
農
村

昭
和
四
年
秋
に
始
ま
っ
た
世
界
経
済
恐
慌
は
日
本
経
済
を
直
撃
し
、
特
に
農
村

に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
日
本
の
輸
出
品
の
大
半
を
占
め
た
生
糸
は
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
の
不
況
に
よ
っ
て
暴
落
し
、
必
然
的
に
繭
価
の
暴
落
と
な
っ
て
養
蚕
農

家
を
お
そ
い
、
た
ま
た
ま
昭
和
五
年
は
稲
は
豊
作
で
米
価
の
暴
落
を
ひ
き
お
こ
し

た
。
昭
和
初
期
の
繭
価
と
米
価
の
低
落
状
況
は
表
６
－
2
7
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
う
し
て
世
界
経
済
恐
慌
は
農
家
経
済
を
破
壊
し
、
さ
ら
に
、
製
糸
工
場
等
か

ら
の
失
業
者
多
数
を
抱
え
た
農
家
は
末
曽
有
の
苦
境
に
追
い
込
ま
れ
た
の
で
あ

表
6
j
2
7
　
昭

和
初
期

の
繭
価
と
米
価

と　//　//　μ　μ　//　
莞

元 う づｿﾆｶﾞﾆﾂ ぶ4⊇
ノ

べ　三三三ﾌﾞﾐﾍﾞm
六

圭パ ズル

平繭
均一
値貫

当
り

一　 一 一
九　 七 六 六

ｿﾞ ∩ バ バ 円

○　 ○ ○ ○　 銭

胆

値石
営

当
時
農
村
は
小
作
地
、
小
作
農
の

増
加
に
よ
り
家
族
的
小
農
経
営
の
破

壊
に
直
面
し
て
お
り
、
村
と
し
て
も

昭
和
二
年
よ
り
自
作
農
創
設
維
持
資

金
貸
付
規
定
を
設
け
、
県
よ
り
多
額

の
資
金
を
借
り
受
け
て
自
作
農
創
設

に
努
力
中
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
経
済

恐
慌
に
よ
る
困
窮
の
た
め
自
作
農
創

設
資
金
と
し
て
の
借
り
入
れ
金
の
返

済
が
で
き
な

い
と

い
う
困
難
に
陥

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

不
況
克
服

の
た
め
、
昭
和
六
年
、
県
の
失
業
救
済
臨
時
対
策
低
利

資
金
二
万

二
　

卯

○
Ｏ
Ｏ

円
を
借
り
受
け
、
耕
地
拡
張
事
業
（
二
四
〇
〇
円
）
・
蚕

桑
改
良
事
業

（
互
（

Ｏ
Ｏ
円
）
・
畜
産
諸
施
設
資
金
（
三
五
〇
〇
円
）
・
副
業
及
び
農
業
共
同

施

設

資

金

二

万
五
〇
〇
〇
円
）
等
を
対
象
に
な
る
村
民
に
融
資
し
、
さ
ら
に
、
昭

和
九
年
に

は
養
蚕
不
況
救
済
事
業
と
し
て
、
各
部
落
に
耕
地
改
良
事
業
を
興
し
、
部
落

が
そ

の
事
業
を
請
け
負
う
方
式
を
と

っ
て
困
窮
者
に
対
す
る
救
済
に
役
立

て

た
。
（
以

上
役
場
文
言

県
は
昭
和
七
年
か
ら
県
下

二
五
〇
の
町
村
を
指
定
し
て
、
農
山
漁
村
経
済
更

生

計
画
樹
立

の
指
導
奨
励
を
し
て

い
る
が
、
長
期
に
わ
た
る
蚕
糸
業
の
不
況

に
直
面

し
、
今

ま
で

の
農
業
経
営

の
有
り
方
を
反

省
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
「
農
業

経

営
改
善
奨
励
事
業
」
を
新
た
に
始
め
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
事
業
設
置
趣
旨
に
次

の
如

く
述

べ
て
い
る
。

「
現
在
未
曽
有

の
蚕
糸
業

の
不
況
に
遭
遇
し
、
本
県
養
蚕
偏
重
農
業
経
営
は
之

を
将
来
継
続
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
な

い
。
・：
中
略
…
農
家
を
し
て
養
蚕
黄
金
時

め
ざ
　
　
　
　
　
　
χ
　ｌ
　Ｘ
　χ
　χ
　χ
　Ｉ

代

の
夢
よ
り
哩

め
し

め
、
家
族
的
小
農
経
営
の
本
質
に
立
脚
せ
る
堅
実
な
経

営
形

態
に
推
進
せ
し

め
ね

ば
な
ら

ぬ
」
と
し
て

い
る
。

こ
う
し
て
、
養
蚕
偏
重
を
改
め
て
新
し

い
立
場
で
農
業
経
営
改
善
を
推
し
進
め

て
長
期
に

わ
た
る
不
況
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
。

こ

の
た
め
、
県
下

二
三
か
所
に
農
業
経
営
改
善
指
定
組
合
を
設

定
し
て
い
る
。

南
箕
輪
村
で
は
神
子
柴
第
五
組
合
（
農
家
戸
教
二
〇
戸
）
が
指
定

を
受

け
、
指
導
員

の
指
導

の
も
と
に
経
営
の
改
善
を
図

り
そ
の
実
績
を
昭
和

九
年

に
発

表

し

て

い

る
。
そ

の
概
要
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

神
子
柴
第
五
組
合
経
営
改
善
実
績

稲
作
麦
作
の
増
産
＝
水
田
三
町
一
反
八
畝
歩
　
大
麦
四
反
八
畝
小
麦
三
畝
歩
の
作
付
面

積
の
拡
充
を
し
、
米
九
三
石
、
大
麦
九
石
の
増
産
を
な
す
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有
畜
農
業

の
確
立
＝
牛
三
頭

、
豚
九
頭
　

山
羊
二
頭
　

鶏
二
七
羽

、
兎
百

七
五
羽
増

殖

し
、
自
給
肥
料
反

当
堆
肥

〔
厩

肥
〕
三
十
五
貫

其
の
他
五
十
四
貫

を
増
施
す

宅
地
利
用

の
改
善
＝
柿
・
葡
萄
・
梨

・
橿
棹
等
果
樹

苗
木
を
共
同

購
入
配

布
す

婦
人
部
活
動
促
進
＝
自
家
用
醤
油
・
花
椛
・
味
噌
・
農
産
加
工
・
漬
物
等
共
同
製
造
実

行

負
債
整
理
償
還
＝
負
債
総
額
一
万
四
千
七
百
八
十
二
円

、
一
戸
当

た
り
七

百

三

十

九

円

、
共
同
耕
作

生
産
に
よ

り
償
還

（
役
場
文
書
）

こ

れ

は
単

に

神

子
柴

第

五
組

合

の
み

な

ら

ず
、

村

の
農

家

全
体

が

こ

の

よ

う

な

方

向

に
動

い

た

も

の

と
思

わ

れ

る

が
、

そ

の
内

容

を
見

る
と

、

養

蚕

に

代

わ

る

も

の

と

し

て

稲
麦

の
増

産

と
有

畜

農

業

の
確

立

を

う

た

っ

て

い

る

が
、

そ

の
有

畜

農
業

も

消

極

的

な

も

の

で

あ

っ

て

そ

の

主
目

的

が
淮

厩

肥

の
増

産

、

肥

料

の
自

給

の

た

め

の

畜

産

と

い
う
方

向
で

あ

っ

た

。

次

の
宅

地

利

用

の
改

善

に

よ

る
果

物

類

の

自

給

、

婦

入

部

活
動

に

よ

る
醤

油

味

噌

等

の
自

給

等

、

現

金

支

出

面

の
縮

小

と

い
う

こ

と

で

、

総

合

し

て
自

給
自

足
体

制

と

い

う
殼

に

閉

じ

こ
も

る
形

で

の
不

況

切

り

抜

け

策

に

な

っ

て

い
る

。
当

時

の
農

業

政

策

の
基

本

が
農

本

主
義

に

基

づ

く

家

族

的

小

農

経

営

の

維

持

で

あ

り
、

堅

実

な
経

営

の

推

進

が
経

済

的

恐
慌

に

強

い

自

給

自

足

体

制

の

確

立

と

い
う

方

向

に

進

ん

だ

の

は
、

止

む

を
得

な

い

こ

と

で

あ

っ
た

か

も

知

れ

な

い
が

、

進

歩

へ

の

道

は

む

し

ろ

閉

ざ

さ

れ

た

と

い

っ

て

よ

い

。

負

債

整

理

に

つ

い
て

は

、

こ

の

第

五

組

合

は

一

戸

当

た

り

七

三

九

円

（
当
時
米

一
石
二
〇
円
と
し
て
約
三
七
石
分
）
の

負
債

を

持

っ
て

お

り
、

非

常

に
大

き

な
負

債

に

な

っ
て

い
る

が

、

共

同

耕

作

に

よ

る

生

産

物

に

よ

っ

て

返

済

す

る
計

画

を

立

て

て

い

る
が

、

果

た
し

て

返

済

に

何

年

か

か

っ
た

だ

ろ

う

か

。

昭

和

一
四

年

現

在

で

南

箕

輪

全

体

の
公

的

機

関

よ

り

の

借

金

は

次

の

よ

う

に

残

っ
て

い

た

。

（
表
6
1

2
8）こ

れ

は

公

的

機

関

か

ら

の

借
用

の

み

で

あ

っ

て
、

各
農

家

に

お

い

て

は
他

に

産

表
６
－
2
8
　
昭
和
十
四
年

負
債
調
（

南
箕
輪
村
）

中　農　蚕　畜　耕　　　　　 自
小　業　桑　産　地　　　　　 作
商　共　改　改　改　　　　　 農

工　同　良　良　良　　　　　　創
低　　　　　　　 拡　μ　　μ　設
利　　　　　　　 張　　　　　 維

資　μ　　μ　　リ　事　　　　　 持
金　　　　　　　 業　　　　　 資

金

起

債

目

的

一　　　　　　　 一

〇 五 二 五 八 一 七
ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　３　　ゝ

七　 五　 六　 四　 六　 四　 七　 四
四　 〇　 〇　 〇　 〇　 〇　 九　 〇

〇　 〇　 〇　 〇　 〇　 〇　 〇　 〇 円

当

初
起
債
額

四　　　　　　　 六　 八　 五

七　　　　　　　 六　 八　 三

四　 二　　　　　　　 一　 四　 〇

七　 九　　　　　　　 七　 九　 七

ゝ　　ゝ　　　　　　　　　　　ゝ　　ゝ　　 円ゝ

四　 一　　　　　　 八　 二　 四

三　 一　　　　　　 〇　 七　 四

窪
証

μ　　μ　　μ　　μ　　μ　　μ　　μ　 県
借
入
先

μ　　μ　　μ　　μ　　μ　　μ　　μ　 昭

和

七 五 五 五 五 五 四 三

度借

入
年

三　　　　　　　 ∫四　　　　　三
分　 μ　　μ　　μ　三分 μ　　μ　分

六　　　　　　
分二　　　　 五

厘　　　　　　 六厘　　　　 厘
厘

借

入
利
率

業

組

合

や

個

人

か

ら

の
借

入
金

も
相

当

額

存

在

し
た

も

の
と

考

え

ら

れ
、

農

村

の

負

債

は
莫

大

な

も

の

で

あ

っ

た

。

こ

れ

ら

の
借

財

の
返

済

は
当

時

の
農

村

の
鏝

大

の

難
問

で

あ

っ

て
、

各

村

と

も
、

経

済

更

生

計

画

を

立

て
、

あ

る

い

は
、

負

債

整

理

組

合

を

つ

く

っ

て

そ

の

整

理

に
当

だ

っ

た

の

で

あ

る

。

６
　

稲

作

技

術

の

発

展

大

正

時

代

お

よ

び
昭

和

前

期

は
、

農

事

試

験

場

を

中

心

と
す

る

組

織

的

研

究

の

成
果

が

し

だ

い
に

普

及

し
、

稲

作

技

術

は
長

足

の
進

歩

を
遂

げ

て

い

る

。

ｍ
　

品
　
　
　

種

従

来

か

ら

の
品

種

と
共

に

、

農

事

試

験

場

等
に

よ

っ

て
作

出

さ

れ

た
品

種

が

普

及

し
始

め
、

品

種

数

は
多

く

な

っ

て

い

る

。

ま

ず
、

大

正

時

代

に

当

地

で

多

く

作

ら

れ

た

品

種

を

挙

げ

る

と

次

の

よ

う

で

あ

る

。

管
島

・
二
本
三

・
中
縞
坊
主
・
畿
内
早

生
六
八
号
・
白
千
石
・
関
取
・
愛
国
・
自
信
・
か

ら
す
橿

・
沖
見
信
・
自
毛
信

昭

和

に

な

る

と
試

験

楊
作

出

の
品

種

が

多

く
な

っ

て
お

り

、

昭

和

四

年

西
天

竜
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耕
地
整
理
組
合
は
農
事
試
験
場
よ
り
原
種
の
分
譲
を
受
け
、
篤
農
家
で
増
殖
し
た

も
の
で
西
天
開
田
地
区
の
水
田
に
適
す
る
も
の
と
し
て
次
の
品
種
を
奨
励
配
布
し

て
い
る
。

畿
内
早
生
二
二
号
・
関
取
・
管
島
・
銀
坊
主
・
畿
内
早
生
六
九
号
・
保
村
・
亀

治
・
有
芒
愛
国
・
無
芒
愛
国
・
松
島
・
明
神
親
こ
の
外
に
一
般
品
種
と
し
て
大
和

錦
・
穀
都
良
・
白
毛
親
・
大
正
親
・
福
島
嬬
・
東
京
親
等
が
作
ら
れ
て
お
り
、
後

に
な
っ
て
信
濃
三
号
・
陸
羽
コ
ニ
二
号
・
農
林
六
号
・
農
林
一
四
号
等
の
新
品
種

が
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

㈲
　
育
　
　
　
苗

選
種
に
は
塩
水
選
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
浸
種
は
桶
浸
し
五
～
七
日
、

ま
た
は
川
（
池
）
浸
し
七
～
一
〇
日
が
行
な
わ
れ
た
。
苗
代
形
式
は
大
正
時
代
は

水
苗
代
の
平
苗
代
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
に
な
り
播
幅
四
～
五
尺
に
一
尺

の
踏
切
り
を
作
る
短
冊
形
が
一
般
化
し
、
さ
ら
に
揚
床
苗
代
に
す
る
こ
と
が
指
導

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
揚
床
苗
代
の
普
及
は
あ
ま
り
進
士
な
か
っ
た
。

肥
料
は
し
だ
い
に
化
学
肥
料
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
合
理
的
な
施
肥
設

計
も
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
昭
和
初
期
の
苗
代
に
対
す
る
本
村
農
会
指
導

の
施
肥
標
準
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

苗
代
一
坪
当
た
り

基
肥
　
腐
熟
人
糞
尿
　
　
二
貫
○
○
○
匁

過
燐
酸
石
灰
　
　
　
　
　
三
五
匁

硫
酸
加
里
　
　
　
　
　
　三
二
匁

追
肥
　
一
回
に
硫
安
・
過
燐
酸
石
灰
各
一
五
匁
以
内

播
種
量
は
昭
和
に
は
い
る
と
坪
当
た
り
二
合
を
標
準
と
し
て
薄
播
き
が
奨
励
さ

れ
、
中
に
は
坪

丁

五
合
あ
る
い
は
一
合
播
き
と
い
う
農
家
も
現
れ
て
い
る
。
苗

代
坪
数
は
本
田
一
反
歩
に
対
し
コ

ー～
一
五
坪
を
用
意
し
た
。

苗
代
管
理
に
つ
い
て
は
、
苗
代
を
温
暖
に
保
つ
た
め
の
工
夫
が
重
点
事
項
に
な

つ
て
い
て
、
風

の
強
く
来
る
方
向
に
対
し
て
風
除
け
を
設
け
る
こ
と
、
落
水
口
は

水
口
と
反
対
方
向
に
す

る
こ
と
、
水
の
管
理
と
し
て
は
発
芽
す
る
ま
で
と
夜
間
や

寒

い
日
・
雨
天
に
は
深
水
と
し
、
そ
の
他
は
浅
水
に
す
る
こ
と
が
指
導
さ
れ
た
。

床
面
剥
離
に
対
し
て

佳

代
干
し
、
細
砂
あ
る

い
は
細
土
の
散
布
を
行
な

い
、
害
虫

防
除

は
一
斉
駆
除
が
奨
励
さ

れ
、
日
時
を
定

め
て
早
朝
の
除
虫
菊
木
灰
合
剤
の
散

布
等

が
行

な
わ
れ
た
。

③
　

本
田
の

耕
種

牛
馬
耕
に
よ
る
本
田
の
耕
起
は
か
な
り
普
及
し
多
く
は
こ
れ
に
よ
っ
た
が
、
ま

だ
万
能
鍬
に
よ
る
人
力
耕
起
も
あ
り
、
深
耕
の
た
め
二
段
打
ち
な
ど
も
行

な
わ
れ

た
。
代
掻
き
は
通
常
荒
代
、
植
代

の
二
回
に
分

け
て
行

な
い
、
砕
土
は
馬
鍬
ま
た
は

田

車
が
使
用
さ
れ
た
。
西
天
竜
開
田

地
区
は
漏
水
防
止
の
た
め
代

径
き
の
回

数
々

時
間
等
を
定
め
て
特
に
丁

寧
に
行
な
う
よ
う
指
導
し
、
そ

の
検
査
も
行

な
わ
れ
た
。

肥
料
の
う
ち
堆
厩

肥
等
は
耕
起
前
に
散
布
し
、
他
の
肥
料

は
荒
代

径
き
の
後
散

25　田車による代掻作業図6

布
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
が
、
化
学

肥
料
使
用
の
増
加
に
伴
い
、
収
穫
に
影

響
す
る
重
要
な
要
素
と
し
て
地
区
ご
と

に
標
準
施
用
量
を
示
し
、
三
要
素
に
過

不
足
な
き
よ
う
指
導
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
昭
和
五
年
の
西
天
竜
水
田

の
標
準
施
用
量
は
次
の
よ
う
で
あ

っ

た
。植

付
け
は
六
月
五
～
二
〇
日
ご
ろ
行

わ
れ
、
一
坪
の
株
数
は
六
〇
株
を
標
準

と
し
、
一
株
二
二

二
本
植
が
普
通
で
、

昭
和
に
な
っ
て
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
縦
横

を
正
し
く
通
す
正
条
植
に
な
っ
た
。

678
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表
６
－
2
9

西
天

竜
地
区
標
準
施
肥
量
（
反
当
）

合

計

石 鯨 大 硫 骨 硫 堆

豆　　　　　 厩

灰 粕 粕 加 粉 安 肥

種

類

／ 一一
二　　　　 一　 〇

○ 五 五 三 〇 三 〇

ﾉ ﾊﾟ

数

量

一一

七
○

○ ○　 ○ ○ －

１　　●　・　ｌ　・　 ●　●〆

四 三　 三 六 〇

五 〇　 五 〇 〇

Ｎ

一一

九
九

○ ○　 二　 〇

１　・　 ・　 １　　・　｜　　・ 〆

－ ○　 三　 五

〇 七　 〇　 二

Ｐ

一一

八
－

○ － ○　 一

１　　１　　・　 ・　・　 ｌ　 ・ 〆

○ 四 〇　 二

九 四 二　 六

Ｋ

／ 一耳
μ　11　μ　μ　μ　μ

肥

備

考

（
田
畑
南
部
動
力
組
合
文
書
・
西
天

稲
作
の
栞
よ
り
）

表
６
－
3
0
　
大
正
末
～
昭
和
初
期
稲
作
付
面
積
・
収
量
・
反
当
収
量
（

南
箕
輪
村
）

//////// μ μ
莞ﾃj 万

一　　　　　　　　　 一

二 七 六 五 四 三 二 四

ｹ ］

/　目

五 四 四 四 三 二 一 一

八 六 六 〇 二 〇 六 六

一 五 五 五 一 四 三 六、　、　、　、　、　、　、　、
町

三 〇 〇 三 六 五 二 三

反

作
付
面
積

一

一 九 九 八 六 四 三 三
ゝ　ゝ 　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ

五 一 一 三 四 三 五 八

五 七 五 九 三 七 四 四

六 九 三 六 三 七 六 一

石

収

穫

高

一 一 一 二 二 二 二 二

●　●　●　●　●　毎　●　●
石

九 九 九 〇 〇 一 二 三

八 七 六 七 〇 四 二 〇

九 四 九 一 〇 〇 五 九

反

当

収

量

χ　“乙/　　　 一/
下 反 増 に西

収　 よ天

は　 り竜

初　 面 の
期　 積 開

低　 急 田

備

考

（
役
場
資
料
よ
り
作
成
）

除
草

は
手
取
り

ま
た
は
雁
爪
・
回
転
除
草
機
・
八
反
取
り
等

の
農

具

が

使

わ

れ
、
初
期

は
土
壌

の
反
転

の
多

い
雁
爪
ま
た
は
回
転
除
草
機
で
行
な

い
、
後
は
八

反
取
り
や
手
取
り
で
行

な
う
も

の
が
多
く
、
三
～
四
回

の
除
草
が
行
な

わ
れ
た
。

第
一
回
目

の
除
草
は
植
付
け
後
一
〇
日
以

内
に
行
な
う
よ
う
指
導
さ
れ
た
。
出
穂

後
ま
で
除
草
が
行
な

わ
れ
て
お
り
、
炎
天
下

の
手
取
り
除
草
は
農
業

労
働
の
中

で

も
最
も
苦
し

い
労
働
で

あ
っ
た
。

㈲
　
収
穫

と
乾
燥
調
整

収
穫
は
鎌
に
よ
っ
て
行

な
う
手
刈

り
で
あ
る
が
鋸
鎌

の
出
現
に

よ
り
能
率

が
上

が
っ
た
。
稲
架
掛
け
乾
燥
は
ま
だ
全
般
に
は
普
及

し
て
お
ら
ず
、
昭
和
初
期
に
な

つ
て
も
稲
架
掛
け
の
励
行
が
重
点
指
導
項
目
に
な
っ
て
い
た
。
脱
穀
は
足
踏
回
転

脱
穀
機
の
普
及
に
よ
っ
て
非
常
に
能
率
的
に
な
っ
て
い
る
。

参
考
の
た
め
大
正
末
期
及
び
昭
和
初
期
の
稲
作
付
面
積
・
収
量
・
反
当
収
量
を

掲
げ
る
と
表
６
－
3
0
の
よ
う
で
あ
る
。

尚
　
戦
時
体
制
下
の
農
業

１
　
戦
時
統
制
と
食
糧
増
産

世
界
的
な
経
済
恐
慌
の
最
中
の
昭
和
六
年
九
月
、
満
州
事
変
が
勃
発
し
た
。
そ

れ
は
上
海
に
も
飛
び
火
し
て
同
二
一
年
に
は
つ
い
に
日
華
事
変
へ
と
拡
大
し
て
い

っ
た
。
こ
の
た
め
、
軍
需
の
拡
大
と
い
う
形
で
景
気
は
回
復
に
向
か
っ
た
が
、
こ

の
よ
う
な
方
向
で
景
気
回
復
が
図
ら
れ
た
こ
と
は
不
幸
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
結

果
が
つ
い
に
昭
和
二
（
年
コ
一
月
太
平
洋
戦
争
に
突
入
す
る
こ
と
と
な
り
、
暗
い

苦
し
い
戦
時
体
制
の
時
代
が
続
く
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
戦
時
体
制
の
も
と
、
昭
和
一
四
年
二
月
に
は
米
穀
配
給
統
制
法
が
公
布
さ

れ
、
同
一
二
月
に
は
小
作
料
統
制
法
、
同
一
五
年
に
は
青
果
物
配
給
統
制
規
則
が

公
布
さ
れ
て
、
果
樹
・
疏
菜
の
作
付
面
積
の
統
制
が
行
な
わ
れ
て
花
の
栽
培
が
禁

止
さ
れ
た
。
さ
ら
に
こ
の
こ
ろ
か
ら
生
糸
の
輸
出
の
道
が
途
絶
え
養
蚕
が
急
速
に

縮
小
さ
れ
る
に
伴
っ
て
、
桑
園
の
整
理
と
大
豆
や
麦
の
作
付
け
が
強
要
さ
れ
、
戦

時
体
制
下
の
農
村
は
食
糧
増
産
を
至
上
命
令
と
し
て
統
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
れ
に
よ
り
経
営
改
善
に
よ
る
畜
産
導
入
等
、
新
し
い
農
業
へ
の
芽
生
え
も

全
く
摘
み
取
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

米
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
昭
和
一
四
年
に
米
穀
統
制
法
が
公
布
さ
れ

て
、
農
家
の
産
米
は
統
制
米
と
し
て
大
部
分
を
供
出
し
て
い
た
が
、
一
五
年
五
月

卵 夕
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に

は
奉

公

米

供
出

運

知

加
進

め

ら

れ
、

一
四

年

産

米

で

各

農

家

の
保

有

し

て

い

た

米

の
供

出

岬
羊

強

制
的

に

各
村

に

割

り
当

て

ら

れ
（
本
村
割
当
量
二
三
三
四
俵
）
、

こ

れ
を

各

刮

洛
に
割

り
当

て

て

い

る

。
割

り

当

て

に
当

た

っ
て

は

各

部

落

に

お

け

る

残

米
量

を

参
酌

し
て

部

落

に
割

り
当

て

、

各

部
落

に

お

い

て

は
部

落

総

会

・

農

家

組

合

総

会

を
開

憚

し
て

趣

」日
を

徹

底

し
、

供

出

督

励

に

は

役
場

は
勿

論

、

農

会

、

産

業

組

合

・
区

長

・

農

家

組

合

長
・

部

落

指

導

員

・

青

年
団

幹

部

の

ほ
か

、

小

学

校

や

駐

在
巡

査

の
協

力

を

求

め

て

実

施
す

る

ほ

ど

の

も

の

も

の

し

さ

で

あ

っ
た

。

さ

ら

に

、
同

年

一
〇

月

に

は
米

穀

は

国

家
管

理

に

移

行

し

た

。

こ

の
国

家

管

理

に

つ

い
て

は

村

農

会

か
ら

各

農

家

組

合

長

あ

て

に

出

さ

れ

た

通

知

か

ら

見

る

と

そ

の

骨

子

は
次

の

よ

う
で

あ

る

。

１
生
産
又

は
小
作
料
と
し
て
受
け
入
れ
た

る
米
穀

の
数
量
よ
り
自
家
保
有
米
（
飯
米
及

び

種
子
）
を
差
し
引
き
残
額
全
部
を
出
荷
す
る
こ
と
。

２
管

理
米

は
総
て

玄
米
に
し
て
二
月
末
日
ま
で
に
供
出
の
こ
と
。

米の供出風景（西天 竜農業倉 庫前にて）26図6

こ
の
よ
う
に
米
が
厳
重
に
国
家

管
理
に
移
さ
れ
る
と
共
に
、
麦

作
に
つ
い
て
も
麦
類
の
配
給
統

制
規
則
が
制
定
さ
れ
、
各
村
、

各
農
家
組
合
に
対
し
て
出
荷
割

り
当
て
が
行
な
わ
れ
、
名
農
家

組
合
は
そ
の
出
荷
割
り
当
て
数

量
に
対
す
る
請
書
を
提
出
し
、

そ
れ
が
充
分
消
化
し
得
る
よ
う

に
麦
の
作
付
け
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。

戦
争
末
期
に
な
る
と
米
麦
の

供
出
割
り
当
て
の
み
で
な
く
、

甘
藷
・
馬
鈴
署
に
対
し
て
も
供
出
割
り
当

て
が
行

な
わ
れ
た
。
し

た
が
っ
て
村
と

し
て
は
そ

の
供
出
割
り
当
て
の
完
遂
の
た
め
、
各
部
落

に
作
付

け
割

り

当

て

を

し
、
そ
れ
に
基
づ

い
て
供
出
割
り
当
て
を
し
た
の
で
あ
る
。
昭
和

二
〇
年
度

の
馬

鈴
薯
・
甘
藷

の
作
付
け
割
り
当
て
数
量
は
表
６
－
3
1
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

昭
和
一
八
年
に
農
工
隊
が
北
原

の
村
有

林
を
開

墾
し
、
食
糧
増

産
を
図

っ
た
の

も
こ

の
よ
う
な
情
勢
下

の
こ
と
で
あ

っ
た
。

そ
の
他
、
大
豆
の
作
付

け
反

別
の
割
り
当

て
、
果
樹
園

の
整
理
、
甘
藷
畑

の
開

墾

の
奨
励
、
桑
園
間
作
利
用
面
積

の
割
り
当

て
等
ま
で
統
制

が
進
み
、

さ
ら
に
、

食
糧
増
産
非
常
措
置
と
し
て
村
全
体
で
五
町

歩
の
焼
畑

を
作
る
割
り

当

て

を

受

け
、
村
で
は
こ
れ
を
各
部
落

へ
割
り
当

て
て
実
施

さ
せ
た
。

表
６
－
3
1
　馬
鈴
薯
の
作
付
・
供
出
割
当
と
甘
藷
の
作
付
割
当
（
昭
和
二
〇
年
）

計

沢 神 田 南 北 大 塩 久

子　　　　　　　 ノ

尻 柴 畑 殿 殿 泉 井 保

ド
／

一
一一

七
〇

一 一 二 一 一 二 一 一、　、　、　、　、　、　、　、
町

三 六 一 四 四 三 〇 三 反

○ 五 二 三 四 六 七 三

畝

EW
言

一

一一一

一一
一
九

四

九

四

六

一　　　 一
二 て べ 二 二 べ 二 二

三 七 二 五 五 四 一 四

七 四 三 〇 一 八 二 〇

一 〇 六 八 八 九 八 二

●　 ●　　●　　●　 ●　 ●　 ●　・ 〆
一 二 〇 二 七 一 五 七

三 ∧ ○ 五 九 三 五 八

六 八 六 〇 九 九 〇 〇

匁

馬
鈴
薯
供
出

割
当
量

四

九

一一
一
五

三 六 七 五 六 九 四 六、　、　、　、　、　、　、　、
町

三 二 七 二 六 六 〇 四 反

○ 七 八 二 六 六 五 一

畝

割
甘

当藷
面 作
積付

け

（
役
場
文
言

２
　

諸
物
資
の
不
足
と
農
民
の
協
力

戦
時
体
制
下
に

あ
っ
て

は
総
て
が
軍
需
優
先
で
あ

っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
面

の
物
資

が
不
足
し

が
ち
で

あ
っ
た
。
農
業
に
と

っ
て

は
肥
料
は
重
要
な
生
産
資
材
で
食
糧

増

産
に

は
欠
く
こ
と
の
で

き
な
い
も
の
で

あ
っ
た
か
ら
、
政
府
も
優
先
的
に
そ

の

6 卯



生産の発展第5 節

表
６
－
3
2
　
戦
時
体
制
下

の
農
機
具
及
び
肥
料

の
配

給

稲 草 重 石 砕 自 藁 製 毛 フ 梨 土 噴 除 人 動

油 油　 動　　 羽 ォ　 入　　 力 力

刈 刈　 発 生 耕 切 縄　　　　　 霧 草 脱 籾

機 動　 耘　　 取　Ｉ　　 れ　　　 穀 摺

鎌 鎌 関 機 機 機 器 機 器 ク　 器 器 器 機 機

品

名

農

機

具

二　 四 二 六 一 五 一
？ ？ ○ 一 五 一 六 五 二 五 八 二 〇 九 八 三

昭
和

一
七

一　　 一　 五 五 七　 六 一
？ ？ 一 一 二 〇 一 二 一 三 〇 六 三 五 二 三

昭
和

一

八

レ レレU 几 川

昭
和

一
一〇

石 生 特 高 植 魚 蝸 Ｓ 大 燐 配 卜 過 石 硫

酸　　 １ 燐　 酸

灰　 殊 度　　　　 三　 ア 合 マ　 灰 ア

石　　　 物　　　　 豆　　　　 酸　　 ム

粉　 化 化　　　 窒　 ル ニ ス　 窒 モ

ミ　 燐 石　 －一

末 灰 成 成 粕 粕　 素 粕 ナ 号 肥 灰 素 ア

品

名

肥

料

一－
八 三　　 一 一 九 二 三 三 九 九 六

？ ？ 八 八 六 九 四 六 八 八 二 五 五 九 五
○ ○ 四 〇 六 四 八 八 二 〇 〇 一 二
○ ○ ○ ○ ○ 八 〇 〇 〇 〇 〇 二 〇

〆

昭
和

一

七

？ ？三 二 八　 八 九 九　 〇 六五 六七
ﾊﾊﾏ 訓 且 八 ご

昭
和

一

八

乱]]スハ　リ　リ　Ｏ　言 ごﾄ ≒゙づぐ

昭
和

一
一〇

確
保
に
努
力
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
昭
和
一
五
年
か
ら
配
給
制
度
に
な

り
供
給
量
は
か
な
り
減
少
し
て
い
る
。
と
く
に
硫
安
製
造
工
場
の
多
く
が
火
薬
製

造
工
場
に
転
換
し
、
輸
入
品
に
頼
っ
て
い
た
硫
酸
加
里
・
過
隣
酸
石
灰
等
の
原
料

は
輸
入
が
極
め
て
少
な
く
な
り
、
燐
酸
肥
料
は
ト
ー
マ
ス
燐
肥
・
燐
酸
ア
ル
ミ
ナ

等
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
た
が
、
そ
の
不
足
は
補
う
べ
く
も
な
か
っ
た
。

農
機
具
も
ま
た
充
分
な
供
給
は
得
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。
兵
器
製
造
に
欠
か

せ
な
い
金
属
類
は
早
く
か
ら
回
収
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
不
要
に
な
っ
た
金
属
類

は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
時

に
は
ま
だ
使

っ
て
い
る
鍋
や

鉄
瓶

さ
え
供
出

す
る
あ

り
さ
ま
で
、
寺
の
梵
鐘
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
徴
発
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
農
具
等

（
役
場
文
書
）

の
供

給

は
不

足

し

勝

ち

で

あ

り
、

既

に

昭

和

一

五
年

に
古

い
梨
先

や

梨
床

を
回

収

す
る
に
当
た

っ
て
「
故

梨
先

二
関

シ
テ
（

客
年

十
二
月
中
回
収
方
通
牒
致

シ
置

キ

候
処
、
其
ノ
実
績
不

良
ナ
ル
タ
メ
已

ム
ナ
ク
回

収
ノ
如
何

二
拘
ラ

ズ
申
請

ニ
ョ
リ

処
理
イ

タ
シ
新
品
ヲ
配

給

シ
オ
リ
候

工
共
、
爾
今
故

梨
先

ヲ
回
収

シ
取
扱
要
領

二

ヨ
リ
処
理

ス
ル
モ
ノ
以

外
新
品
配

給
相
成
り
難
キ
旨
本
県

ヨ
リ
指
示
之
有

り
候
条

…
…
」
（
田
畑
南
部
動
力
組
合
文
書
）
と

い
う
よ
う
に
、

梨
先

な
ど
の
大
切

な
農
具

さ

え
古

い
梨
先
と
交
換
で
な
け
れ
ば
新
品

の
配

給
を
受

け
ら
れ
な

い
と

い
う
状
況
で

あ
っ
た
。
戦
時
下

の
南
箕
輪
村
に
配

給
さ
れ
た
農
機
具
及

び
肥
料

の
数

量
は
表
６

－
3
2
の
よ
う
で

あ
っ
た
。
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農
産
物
で
軍
需
物
資
と
し
て
重
要
視
さ
れ
た
も
の
は
食
糧
の
ほ
か
に
生
糸
が
あ

っ
た
。
生
糸
は
輸
出
の
途
絶
で
は
な
は
だ
し
く
衰
退
し
て
い
た
が
、
国
内
唯
一
の

繊
維
資
源
及
び
軍
需
物
資
と
し
て
増
産
を
要
請
さ
れ
、
ま
た
、
桑
条
の
皮
も
繊
維

資
源
と
し
て
剥
皮
供
出
を
命
ぜ
ら
れ
、
さ
ら
に
、
兎
の
飼
育
が
奨
励
さ
れ
、
老
人

や
子
供
の
仕
事
と
し
て
ど
の
農
家
も
兎
を
飼
う
よ
う
に
な
り
、
そ
の
毛
皮
は
軍
部

供
出
毛
皮
と
し
て
買
い
取
ら
れ
た
。

３
　
労
力
の
不
足
と
共
同
作
業

戦
争
状
態
が
長
び
く
に
つ
れ
て
、
軍
人
あ
る
い
は
軍
属
と
し
て
応
召
す
る
も
の

や
、
軍
需
工
場
等
に
動
員
さ
れ
る
も
の
が
ま
す
ま
す
多
く
な
り
、
農
村
の
労
力
不

足
が
顕
著
に
な
っ
て
き
た
。
特
に
一
家
の
大
黒
柱
の
抜
け
た
応
召
農
家
の
労
力
不

足
は
深
刻
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
食
糧
増
産
の
た
め
各
種
の
統
制
が

行
な
わ
れ
て
い
る
状
況
の
下
で
は
作
付
け
の
割
り
当
て
を
消
化
し
供
出
を
完
了
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

図6-27　病虫害防除共同作業

こ
の
よ
う
な
農
村
労
働
力
不
足
に
対

し
て
と
ら
れ
た
対
策
が
隣
保
共
助
と
共

同
作
業
で
あ
っ
た
。
昭
和
一
五
年
県
に

農
業
共
同
作
業
実
施
協
議
会

が
作
ら

れ
、
共
同
作
業
推
進
に
つ
い
て
協
議
を

し
、
そ
の
実
行
を
農
村
に
指
導
督
励
を

し
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
農
村
は
労
働
力
の
不
足

を
共
同
作
業
、
隣
保
共
助
の
体
制
に
よ

っ
て
応
召
農
家
の
耕
地
も
作
付
け
管
理

が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
努
力
を
し
た
の

で
あ
る
。

三
　

養
蚕
業
の
発
展
生
貝
退

Ｈ
　
明
治
時
代
の
養
蚕

１
　
養
蚕
発
展
の
概
要

明
治
の
初
期
は
、
政
府
も
一
般
民
衆
も
新
し
い
産
業
に
対
す
る
模
索
の
段
階
で

あ
っ
て
、
養
蚕
に
つ
い
て
の
政
府
の
態
度
も
同
様
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
明
治
三

年
民
部
省
は
「
養
蚕
方
御
下
間
書
」
を
出
し
て
養
蚕
の
実
状
を
下
問
し
、
同
七
年

に
は
桑
樹
に
対
す
る
培
養
方
に
つ
い
て
取
調
べ
を
行
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
蚕

種
々
生
糸
が
開
港
以
来
、
主
要
輸
出
品
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
南
信
濃

を
中
心
と
し
て
明
治
六
年
に
結
成
さ
れ
た
開
産
社
の
資
金
貸
与
項
目
の
中
に
も
、

そ
の
一
つ
に
「
荒
蕪
ノ
地
ヲ
拓
キ
桑
茶
…
…
等
ヲ
地
味
二
応
ジ
之
ヲ
栽
培
ス
ル
コ

ト
」
そ
の
二
に
「
養
蚕
牧
牛
ヲ
始
メ
豚
鶏
…
…
ヲ
盛
大
二
蓄
ウ
事
」
と
し
て
、
養

蚕
は
資
金
貸
与
の
主
要
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
み
て
、
養
蚕
は
期
待

さ
れ
る
産
業
で
あ
り
、
急
速
な
成
長
を
遂
げ
、
や
が
て
農
業
の
う
ち
の
重
要
な
部

分
に
成
長
し
た
。

明
治
九
年
に
県
は
付
属
養
蚕
奨
励
金
方
を
設
置
し
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
生
糸
輸
出

が
急
増
し
て
い
る
が
、
同
一
〇
年
に
は
長
野
県
は
日
本
一
の
蚕
糸
県
と
な
り
、
同

言
一
年
に
は
製
糸
業
の
み
な
ら
ず
生
糸
輸
出
量
に
お
い
て
も
群
馬
県
を
抜
い
て
一

位
に
な
る
ほ
ど
の
急
成
長
を
示
し
て
い
る
。

南
箕
輪
村
に
お
い
て
は
、
明
治
一
〇
年
に
収
繭
量
コ

ーハ
〇
貫
、
同
一
三
年
に

二
五
〇
〇
貫
、
同
二
四
年
に
は
春
蚕
に
つ
い
て
飼
置
戸
数
二
七
四
戸
、
収
繭
量
二

八
〇
石
六
斗
七
升
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
詳
細
は
表
６
－
3
3
の
と
お
り
で
あ
る
。

同
年
の
夏
秋
蚕
は
、
別
の
資
料
に
よ
っ
て
収
繭
量
一
九
一
石
三
斗
一
升
八
合
と
あ

り
、
年
間
合
わ
せ
て
四
七
一
石
九
斗
九
升
と
な
り
、
当
時
の
繭
一
石
は
お
よ
そ
一

〇
貫
で
あ
っ
た
か
ら
重
量
と
し
て
四
七
一
九
貫
と
な
り
急
速
に
増
大
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
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表
6
1
3
3明
治
2
4年
春
蚕
取
調
べ
表

計

沢 神 田南 大 北// 久
ゃ　　　 言

尻 柴 畑 殿 泉 殿 割 割

部

落

一
一一
一

五

一

一

四 五 二 六 三 四 四

九 四 三 一 二 九 一 三

●　●　●　●　●　●　●　●八 七 九 〇 〇 〇 五 一

六　　　　　　　　　 五

枚

春
蚕
掃
立
枚数

一
一
八

○

六

七

五

三 四 二 五 二 三 三

八 九 六 七 三 九 六 九

●　●　●　●　●　●　●　●八 六 〇 〇 四 二 六 七

二 四 四 七 七 〇 四 九

五　　　 石

収

繭

額

ふこ

こ

一
○

八

一一

一　 一　　 一
一 六 五 五 〇 四 九 二

ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ

八 四 〇 一 四 八 六 八

四 〇 三 一 ○ 七 九 四

四 六 五 〇 四 五 四 〇
．　　　　　

／
一一

桑

葉

高

一
一
七

四

一 四 五 一 五 三 三 二
一　　 － Ｊ 一ご 一 七 六 六 三 一 言

戸

飼
育
一泉

（
塩
ノ
井
大
東
文
書
）

明
治
初
期
は
春
蚕

が
主
体

で
あ
っ
た
が
、
同

コ

ー年
に
松
本
地
方
に

二
大

二
社

の
秋
蚕

種
製
造
会
社

が
生
ま
れ
る
に
及

ん
で
、

次
第
に
夏
秋
蚕

の
飼
育

が
行

な
わ

れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
政
府
は
、
夏

秋
蚕

は
繭

の
品
質

が
悪

い
こ
と
、
桑
園

が
荒

廃
す
る
こ
と
を
理
由
に
あ
げ
、
秋
蚕

亡
国

論
を
唱

え
こ
の
抑
制
に

か
か
っ
た
が
、

春
蚕
は
他

の
農
作
物
を
栽
培
す
る
農
繁
期

と
重
な
り
労
力

が
競
合

す

る

こ

と

か

ら
、
農
家
は
自
然
と
夏

秋
蚕

へ
指
向
す
る
傾
向
を
持
ち
、
夏

秋
蚕

の
飼
育

は
し
だ

い
に
増
加
し

た
。
養
蚕
農
家
戸
数
で
は
春
蚕

よ
り
夏

秋
蚕

の
方

が
多

い
状
態

に
な

っ
た
。
こ
う
し
て
、
明
治
三
七
年
に
は
上
伊

那
郡
下

の
桑

園
面

積
は
三
〇
〇
町

歩

に
達
し
、
養
蚕
収
入
が
米
作
収
入
を
超
え
る
に
至

っ
て

い
る
。

ま
た
、
こ

れ
に
伴

い
桑

の
品
種
改
良
、
蚕

の
飼
育
技
術

も
着
実
に
進
歩
し
て

い

２
　

桑

の

栽

培

桑

の
栽
培

は
養
蚕

の
基
礎
で

あ
っ
て
、
明
治
維
新
に
よ
る
田
畑
勝
手
作
り

の
許

可

の
も
と
、
養
蚕

の
発
展
に
先

だ
っ
て
し

だ
い
に
桑
園
が
増
加
し

た
。
南
箕
輪
村

で
は
明
治

二
〇
年
に
桑
園
面
積

が
四
〇
町
歩
余
、
同
二
三
年
に

は
四
九
町
歩
余
に

表
６
－
3
4
　
明
治
一
八
年
桑
の
栽
培
法

年 桑 桑 反 反 仕　 肥　 桑

々　 園 苗 当 当　　　 料　 の

古 所 仕 採 植 立　 ＿
窓 姦 立 桑 樹　　 蒔　 種

量 積 方 量 数 方　 当　 類

ズ

二　　 甲城　 一 甲城　 酒 甲城

石　 州下 二 二 州
下　 生

Ｓハ　　 カ ニ Ｏ ｙ 八粕
三斗 七 曲キ Ｏ Ｏ 木根 ○　 州下
石　 反 取取 ／ 株 立刈 ／

倉

田

一
一一
郎

一　　 甲城　　　　　　
枇 甲城

Ｓ石　　 州下 一 六

一二　　　　 四 〇　　 六
石斗 三 枝根 ○ ○ 木根 ○　 州下
六　 反 伏分 ／ 株 立刈 ／
斗

赤
羽

只
雄

一 六　　　 酒 甲

五 〇　　 三

〇 甲 木　 ○粕
／ 株 立　 ／　 州

尚

吉

二　　
甲城　　一　　　 酒 甲城

Ｓ石 二 州下 三 八　　　 生
二九　｀　　　八 〇　　　 四粕
石斗 五 抜根 ○ ○ 木根 八　 州下
三　 反 伏分 ／ 株 立刈 ／
斗

征九

品

（
役
場
文
書
よ
り
作
成
）

な

っ
て
お
り
、
明
治
末
に
は
確
か
な
資
料
が
見
当
た
ら
な
い
が

Ｉ
〇
〇
町

歩
を
超

え

た
も

の
と
推
定
さ
れ
る

。

桑

の
栽
培
方
に

つ
い
て
も
関

心
が
高
ま
り
、
明

治

二
（

年

の
農
談
会
日
誌
の
中

に
も
桑

の
品
種
に

つ
い
て

の
記
録
か
お
り
、
当
時
の
品
種
と
し
て
雲

文
竜
・
坂
東

・
城
下
・
飛
騨
桑
・
小
坂
・
鼠
返
し
等
が

挙

げ

ら

れ
、
飛

騨
桑
は
肥

沃
地
に
適

し
、
小
坂
は
愉
地
に
て
も
よ
く
、
鼠
返
し
は
痔
地
に
も
適
し
蚕

に
最

も
良
し
、

と

そ

の
特
性
を
述
べ
て

い
る

。

さ
ら
に
、
明
治
一
八
年
に
お
け
る
桑
の
栽
培
法
を
掲
げ
る
と
表
６
－
3
4
の
よ
う

で
あ
る

。
こ
れ
は
当
時

の
先
進
的
農
家
の
栽
培
法
を
表
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る

が
、
桑

の
品
種
は
城
下

と
甲
州
桑
で
城
下

は
根
刈
り
仕
立
、
甲

州
は
木

立
ち
に
し

て
い
る
。
反
当

た
り
株
数
は
六
〇
〇
～
一
八
〇
〇
株
と
ま
ち
ま
ち
で
、
反

当
た
り

の
採
桑
量
も

一
四
〇
貫
上

二
八
〇
貫
、
桑
園
反
当

た
り
収
繭
量
は
四
～
九
貫
と
か

な
り
の
ひ

ら
き
が
あ
り
、

そ
の
生
産
力

は
ま
だ
低

い
も

の
で
あ
る
が
、
既
に
七
反

6 卵
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歩

の
桑

園

を
持

つ
農

家

が

あ

っ

た

こ
と

が

わ

か

り
、

当

時

の
栽

桑

の
概

要

を

知

る

こ

と

が

で

き

る

。

明

治

二

〇

年

に

は

「
汎

ク
農

商

工

事

ノ

改

良

進

歩

ヲ

企

図

ス

ベ

シ
」

九

会
則
第

三
条
）
、
と

し

て

上
伊

那

勧

業

会

が

作

ら

れ

て

い
る

が

、

そ

の
勧

業

会

の
問

題

の
中

に

桑

の
栽

培

に

つ

い
て

は
次

の
よ

う

に

挙

げ

ら

れ

て

い
る

。

○
桑
園
（

改
植

セ
ザ
ル
可

ガ
ラ
ス

、
其
ノ
方
法
如
何

○
桑
ノ
在
来
種
（

何
ヲ
良

シ
ト
ス
ル
カ
、
又
他
地
方
ヨ
リ
移
植
種
類
中

生
育
ノ
良
好

ナ

ル
モ
ノ
（

何
々
ナ
ル
ヤ

○
桑
園

ノ
培

養
及

ビ
其

ノ
伐
採
方
法

○
桑
園

ノ
肥
料
及

ビ
其

ノ
使
用
季
節

こ

れ
に

よ

っ

て
み

て

も

品

種

の
選

択

、

栽

培

法

に

関

心

が

高

ま

っ
て

い

る
こ

と

が

わ

か

り
、

さ

ら
に

、
同

年

村

会

の

決

定

に

よ

り

、
十

文

字

・

飛

騨

等

二

八

品

種

五

二

七
本

の
桑

苗

の
送

付

を

受

け

て

、

桑

の
品

種

の
育

成

試

験

を

行

な

っ
て

い
る

。

つ
ぎ

に

、

明

治

三

八

年

の
県

農

会

桑

園

経

済

調

査

資

料
（
『
県
史
資
料
』
）
の
上

伊

那

の
部

分

に

よ

っ
て

、

明

治

後

期

の
桑

の
栽

培

に

つ

い
て

見

る

こ

と

に

し

よ

う

。

ま

ず

桑

の
品

種

に

つ

い
て

み

る

と

、

種

類

は

き

わ

め

て

雑

多

で

あ

る

が

多

く

栽

培

さ

れ
て

い
る

品

種

は

小

牧
（
城
下
）
・

鼠

返

し

・

甲

州
（
美
濃
桑
）
・
四

ッ

目
（
四
方
咲
）

・
丸
尾
・
飛
騨
等
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
仕
立
て
方

と
用

途
に
つ
い
て
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

○
小
牧
・
鼠
返
し
・
十
文
字
…
根
刈
り
　
春
蚕
用
・
夏
秋
蚕
用

○
甲
州
・
四
方
咲
・
丸
尾
　
…
中
刈
り
　
春
蚕
用
・
春
秋
兼
用

○
飛
騨
　
　
　
　
　
　
　
　

上
局
木
造
り
　
春
夏
秋
蚕
用

明
治
中
期
以

後
夏
秋
蚕
飼
育

の
発
展
に

よ
り
、
桑
葉

の
過
度

の
収
穫

が
行

な
わ

れ
て
桑
園

の
荒
廃

が
進

ん
だ
た
め
、
桑
園

の
改
植
と
合
理
的
利
用

が
こ

の
こ

ろ
し

き
り
に
叫

ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
て

い
る
が
、
当
時

の
根
刈
り
仕
立

の
桑

の
利
用

法

に

は
次

の
様
式

が
一
般
化
し

た
よ
う
で
あ
る

。

一
年
目
…
…
夏

秋
蚕

に
摘
葉

二
年
目
…
…
春
蚕
に
刈
り
取

り
　

秋
蚕

に
摘
葉

三
年
目
…
…
株

直
し
　
夏
蚕

摘
葉

こ

れ

ら

の
利

用

法

と
共

に

肥

培

に

も

意

が
用

い

ら

れ
、

施

肥

量

も

し

だ

い
に

増

加

し

た

。

特

に
繭

の
販

売
に

よ

る
現

金
収

入

の
増

加

が
金

肥

の
使

用

を
増

加

さ

せ

た

よ

う
に

思

え

る

。
大

豆

・
大

豆
粕

・
油

粕

・

緋
粕

・
過

燐

酸

石

灰

等

の
購

入

肥

料

が
使

わ

れ

る

よ

う
に

な

り
、

明

治

四

〇

年

の
上

伊

那

郡

下

の
桑

園

の
平

均

施

用

額

は
反

当

二
〇

円

に

達

し

て

い

る

。

な

お
、

桑

の
病

害

に

つ

い

て

は
紋

羽

病

・
赤

銃

病

・
萎

縮

病

・

膏

薬

病

な

ど
が

挙

げ

ら

れ

て

い

る

。

３
　

飼
　

育
　

法

明

治

初

期

の
飼

育

法

は
天

然

育
（
清
冷
育
）
と

い

わ
れ

る

自

然

の

温

度

に

よ

る

飼

育

が

行

な

わ
れ

て

い

た

。
明

治

二
（

年

の
郡
下

の
有

力

農

民

を

集

め

て
行

な

っ
た

農

談

会

の
席

で

飼

育

法

に

つ

い
て

話

し

合

い
が
行

な

わ

れ

て

い
る

の

で
、

そ

の

一

部

を

掲

げ

て
当

時

の
飼

育

法

に

対

す

る

考

え

を
見

よ

う

。

温
暖
育
と
清
冷
育
と
あ
り
、
殊
に
下
伊

那
辺
に
て
は
温
暖
養

を
要

す

る

な

り
。
目
今

欧
州
に
て
は
少
し
く
火
気
を
用

う
る
趣

、
客

歳
十
一
月
の
県
蚕

糸
業
集

談
会

の
時

も
既
に

温
暖
養
を
要
す
る
に

あ
り
と
の

説

多
く

見
え

た
り
。

然

れ
ば
そ
の
得
失
如
何

か
と

思

わ

る
。
何
と
な
れ
ば
こ
の
辺
は
ま
だ
専
業

者
な
く
し
て
農
間
に

な
す
も

の
な
れ
ば
天
然
育

が

実
地
適
切
な
る
も
の
な
り
。
温
暖
の
如

き
は
二
十
七
・
八
日

の
僅

か
の
日
数
に
て
首
尾
を

な
す
と
雖
も
温
暖
育

は
瞬
間

と
て
も
油
断

の
出
来

ぬ
も
の
な
ら

ず
や

。
然

る
に
、
清
冷
養

の
如

き
は
蚕

室
に
甚
し
く
風

を
入

れ
ず
、
且

つ
天
井
に
穴
を
明
け
空
気
を
通
し
自
然

の
気

候
に

ま
か
せ
て
飼
養

を
さ
す

と
き

は
必

ず
繭

は
現

わ
れ
る
も

の
な
り
…
…
。

（
役
場
文
書
）

こ

れ
に

よ

っ
て

み

る

と

、

当

地

に

お

い
て

ま

だ

一
般

に

は
清

冷

育

と

い

わ
れ

る

天

然

飼

育

が
行

な

わ

れ
て

い

た

。

そ

の
方

法

は
、
温
度

は
自

然

の

ま

ま

で

あ

る

が

、

銘j
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表
６
－
3
5
出
品

繭
解
説
（

蚕
の
飼
育
法
・
明

治
一
八
年

）

除

沙

稚

蚕

飼

育

温

度

原
種

一
枚
当

た
り
養
桑

量

原
種

一
枚
当

た
り
費
用

一

枚

当

た

り

労

力

熟

蚕

の

扱

い

方

回　給
数　桑 飼

育

法

原

種

一枚
庭当

起り

き我
数

掃

立

よ

り

の

日

数

繭

収

量

原

種

枚

数

蚕

品

種

項才

育ド

五四三ニー

////////齢

一

日

一
回

Ｆ
七
一
一Ｓ

言

－一度

一

六
五
メ

九

〇

銭

－一一

五

人

の一
枯っ
枝拾

にひ
宿ッ

ふ が

→ 昼→

一昼五二昼
回四 Ｓ回七

∫六　　Ｓ

五回　八
回夜　回

夜一　夜
回

次初

第 め
に

清温
冷 暖
育育

二長

尺三

七三尺
十寸五

八　寸
枚 横

四

○

日

玉 上

繭 繭

一 一一 一一 一
斗

七 石
升

一一一

枚

本

春

白

倉

田

一一一

郎

同

上

Ｆ

七
○
度

一

六〇

メ

七

五

銭

一一一

○

人

同

上

一 一

昼　 昼
夜　 夜
に　 に

六　 七回　 回

同

上

同

七上

十
五
枚

五

○

日

玉上

一一
斗石

五六
升斗

一一

枚

半

掛

合

赤

羽

只

雄

同

上

Ｆ

七Ｏ
Ｓ

七
五
度

一

八〇

メ

;）
・

一一一

五

人

同

上

//////μ昼
夜
に
一

六七八九〇

//////μ回

温

暖

育

同

上

五
十
枚

四

五

日

玉上

一九
斗

五斗
升

一

枚

真

蚕

伊

藤

美
代
吉

同

上

Ｆ

七
Ｏ

度

一
九〇

メ

一
円

五
〇

銭

？

一
っ

拾
ひ

藁
座

→

昼
夜
に

八
回

同

上

同

上

七
十
枚

一一一

六

日

玉上

三二

斗石

一一

枚

後

夏

関

取

征

矢

代

五
郎

（
役
場
文
書
よ
り
作
成
）

強

い

風

が

入

る

の

を

防

ぎ

、

換

気

の

た

め

に

は

天

井

に

穴

を

あ

け

て

お

く

と

い

う

方
法
で

あ
る
。

明
治
一
八
年
に
博
覧
会
若
し

く
は
共
進
会
等
に
繭
を
出
品
し
、
そ
の
出
品
物
を

解
説
し

た
資
料
が
残

っ
て

い
る
。
そ

れ
を
ま
と

め
た
も

の
が
表
６
－
3
5
で
あ
る
。

こ
れ
は
先
進
的
農
家
の
飼
育
法
と
考
え
ら
れ
る
が
、
稚
蚕
は
温

暖
育
て
Ｆ
七
〇
～
七
五
度
で
飼
育
し
、
後
に
清
冷
育
に
移
行
す

る
も
の
と
、
上
籐
ま
で
温
暖
育
で
あ
る
も
の
と
あ
る
が
、
給
桑

回
数
は
一
齢
で
一
日
七
～
一
〇
回
、
五
齢
で
も
五
～
六
回
と
多

く
、
除
沙
は
一
日
一
回
で
あ
る
が
、
蚕
種
一
枚
当
た
旦
二
〇
～

三
五
人
と
多
く
の
労
力
を
か
け
て
い
る
。
熟
蚕
は
一
つ
拾
い
で

ツ
ガ
の
枯
枝
に
上
籐
し
、
一
人
だ
け
が
藁
族
を
用
い
て
い
る
。

掃

き

立

て

よ

り
収

繭

ま

で

の
日

数

は
三

六

～
五

〇

日

で

農

家

に

よ

っ

て
大

き

な
差

か

お

り
、

蚕

種

一
枚

で

上

繭

を

平

均

一
石

（
約

一
〇
貫
）

ほ

ど

を
得

て

い

る

が
、

玉

繭

の
割

合

が

非

常

に

高

く
上

繭

の

一

～

一

・

五
割

に

な

っ

て

い

る

。

明

治

二
〇

年

の
先

に

掲

げ

た
第

三
回

勧

業

会

に

お

い

て
、

養

蚕

に
関

し

て
議

題

と

し

た
問

題

は

っ

ぎ

の

よ

う
で

あ

っ

た

。

其

ノ

ー
、
蚕
室
（

如
何

ナ
ル
構
造
ヲ
以
テ

セ
バ
可
ナ

ル
ヤ
、

其

ノ
ニ

、
微
粒

子
病

毒
ノ
徴

ア
ル
蚕
種
ヲ

全
廃

シ
精
撰
種
ノ
ミ
ヲ
飼

育
ス
ル
方
法
如
何

其

ノ
三
、
蚕
種
ノ
貯
蔵

其
ノ
四
、
蚕
種
催

青
ノ
方
法

其
ノ
五
、
掃
キ
オ

ロ
シ
ョ
リ
上
族
マ
デ
飼
育
上
如
何

ナ
ル
方
法
ヲ
用

イ
ル
ヲ
良

シ
ト
ス
ル
カ

其
ノ
六
、
火
力
又
（

天
然
折
衷
等
飼
育
ノ
別
ア

ジ
。
現

今
ノ
場

合
ソ

ノ
得
失
如
何

（
役
場
文
書
）

給
桑
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
桑
葉
を
刻
ん
で
与
え
る
劉
桑

育
て
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
桑
葉
の
し
お
れ
る
の
が
早
く
、
い
き
お
い
給
桑
回
数
を

多
く
す
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
や
が
て
全
芽
の
ま
ま
で
給
桑
す
る
方
法
が
始
め
ら

685
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れ
た
。
こ

の
全
芽
育

は
、
蚕
が
不
揃

い
と
な
り
繭
の
品
質
が
劣
る
と
し
て
製
糸
業

者
か
ら
敬
遠
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
て
容
易
に
普
及
し
な
か
っ
た
が
、
給
桑
回
数
を

減
ら
し
、
か
つ
、
給
桑
量
と
労
力
の
節
約
と
な
る
こ
と
か
ら
、
養
蚕
能
率
の
向
上

と

い
う

要

望

に

添

っ
て

お

り
、

劉

桑

育

と

全

芽

育

の

折

衷

し

た

方

法

を

経

て

、
明

治

末

に

は
し

だ

い
に

一
般

へ
普

及

す

る

よ

う

に

な

っ
た

。

蚕

病

に

つ

い
て

は

す

で

に

明

治

二
（

年

の

第

三

回

農

談

会

日

誌

の

巻

末

に
蚕

病

の
種

類

と

そ

の
原

因

お

よ

び

予

防

法

が

書

か

れ

て

い
る

。

蚕

病

と

し

て

は

節

高

病

・

頭

透

柄
・

渇

蚕

病

・

縮

蚕

病

・
完

蚕

病

・

透

蚕

病

・

雑

病

の

七

種

類

が

上

げ

ら

れ

て

い
る

が

、

節

高

病

は

膿

病

で

あ

大

頭

透

病
は

空
頭

病

、

渇

蚕

病

は

お

そ

ら

く

硬

化

病

で

あ

る
う

と

考

え

ら

れ

る

が

、

こ

れ

ら

の

う

ち

一

種

の

病

気

に

つ

い
て

原

因

お

よ

び
予

防

法

に

つ

い
て

の

記

載

を

み

よ

う

。

頭
透
病
…
原
因
　

居
蚕

（
眠
蚕
か
）
の
節
桑
葉
を
被
せ
、
且
つ
、
空
気
不

通
に
し
て
蒸

れ

よ
り
生

ず
。
凡
庸

の
養
蚕
家
桑
笠
を
能
く
着
せ
居
付
け
た
り
と
自
得
す
る
が
、
三
、
四

日
を
経

る
に
従
い
不
揃
い
に
な
る
。
居

蚕
の
と
き
病
原
を
醸
し
三
、
四
日
を
経
て
病
重

く

な
る
も

の
な
り

予
防
法
　

居
蚕

の
と
き
桑
葉
を
被
せ
ざ

る
よ
う
注
意
、
且

つ
、
其
の
日
毎
に
蚕
糞
を
換
え

空
気

の
流
通
を
図

る

現

在

の
蚕

病

の
知

識

か
ら

み

れ

ば

幼

稚

な

も

の
で

あ

ろ

う

が

、

蚕

婉

に

対

す

る

強

い
関

心

と

防

除

意

欲

を

読

み

と

る

こ
と

が

で

き

る

。
明

治

時

代

蚕

病

に

つ

い
て

特

に

注

意

さ

れ

た
こ

と

は
微

粒

子

病

の
予

防

で

あ

っ
た

。

こ

れ

は

主

と

し

て

蚕

種

取

締

ま

り
上

の
問

題

で

あ

る

が

、

政

府

は
明

治

一

八

年

に

蚕

糸

業

組

合

準

則

に

お

い

て
、

蚕

病

予

防

の

た

め

の
蚕

卵

検

査

を

行

な
う

こ

と

を

定

め

、

さ

ら

に

、

同

一

九
年

、

蚕

種

学

理

・

蚕

婉

検

査

・
顕

微

鏡

使

用

法

の
講

習

を

行

な

い
、

長

野

県

に

お

い

て

は
同

年

五
月

に

長

野

県

蚕

糸

業

組

合

取

締

所

・

蚕

種

検

査

所

を

設

け

て

蚕

児

飼

育

・

蚕

体

生

理

・
蚕

体

病

理

等

の
教

育

及

び
蚕

病

検

査

を

始

め
て

い
る

。

明

治

二

九
年

に

は
民

間

の
蚕

種

組

合

が

「
蚕

微

粒

子

毒

研

究

団

体

」

を

組

織

し

、

微

粒
子
病
に
つ
い
て
研
究
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
微
粒
子
病

は
ま
す
ま
す
増
加
の
傾
向
を
示
し
、
明
治
三
八
年
に
は
蚕
病
予
防
法

が
公

布
さ

れ
、
同
四
四
年
に
は
県
下
数
か
所
に
蚕
防
予
防
所
が
設
置
さ
れ
、
上
伊
那
に
は
伊

那
町
に
蚕
病
予
防
事
務
所
が
開
設
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
明
治
の
後
半
か
ら
遂
次
組
織
的
科
学
的
な
研
究
と
改
良
が
進
め

ら
れ
、
養
蚕
業
は
国
内
に
お
け
る
重
要
な
産
業
と
し
て
、
経
済
活
動
の
中
心
に
据

え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

ｄ
‥
　大
正
時
代
・
養
蚕
の
最
盛
期

１
　
概
　
　
　
況

大
正
時
代
は
養
蚕
と
製
糸
の
最
盛
期
で
あ
っ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
中
お
よ
び

戦
後
の
日
米
経
済
の
発
展
、
生
糸
輸
出
の
好
況
に
支
え
ら
れ
て
養
蚕
業
は
異
状
な

発
展
を
し
た
。
糸
価
は
大
正
九
年
の
低
落
の
時
期
を
除
い
て
比
較
的
順
調
に
推
移

し
、
生
糸
は
我
が
国
鏝
大
の
輸
出
品
と
し
て
、
国
、
県
、
そ
し
て
製
糸
業
者
が
熱

心
積
極
的
に
養
蚕
農
家
を
指
導
し
、
空
前
の
隆
盛
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
大
正
の
ご
く
初
期
か
ら
一
代
雑
種
の
飼
育
が
始
ま
り
、
県
は
桑
の
優
良
品

種
を
指
定
品
種
と
し
て
農
家
に
栽
植
さ
せ
、
ま
た
、
養
蚕
組
合
の
設
立
を
奨
励
し

た
。
大
正
一
一
年
に
は
県
蚕
業
試
験
場
を
設
置
し
て
桑
の
栽
培
、
養
蚕
法
の
試
験

研
究
、
蚕
病
予
防
法
等
の
研
究
を
行
な
い
、
さ
ら
に
蚕
の
奨
励
品
種
を
定
め
る
等

の
積
極
的
指
導
を
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
長
野
県
は
大
正
五
年
に
は
全
農
家

に
対
す
る
養
蚕
農
家
の
割
合
が
七
七
％
に
な
り
、
同
一
四
年
の
産
繭
額
は
１
０
０

０
万
貫
を
超
え
た
。
上
伊
那
郡
下
は
大
正
七
年
に

は
産
繭
額
が

Ｉ
〇
〇
万
貫
を

超
え
、
養
蚕
農
家
戸
数
は
一
万
五
八
〇
〇
戸
に
達
し
、
大
正
八
年
の
糸
価
高
騰
時

の
県
下
は
蚕
糸
王
国
と
し
て
空
前
の
活
況
を
呈
し
た
。

南
箕
輪
に
つ
い
て
は
、
大
正
時
代
前
期
は
資
料
に

乏
し
く
充
分
判
明
し
な
い

が
、
大
正
一
四
年
の
養
蚕
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

6 部
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季
別

春
蚕

夏
・
秋
蚕

四
四
五

計
　
　
　
　
　

－

一一
｀ 掃

二 立

四 枚

五 枚 数

三

、

八

六

六

六

、

一
　
一
　
一

収
繭
量

一
三
、
七
四

一
六

三
〇

九 ／

一

五
三
六

二
八
五

価
　
　

格

円

三

二
、
七
四
九

一
七
二
、
五
九
七

三
〇
六
、
三
四
六

桑
園
反

別

桑外一
園 に八

七 見九町
・　積・
三　 り八反

一
九
七

∴

（
村
勢
一
覧
表
よ
り
）

こ

の
春
蚕

の
飼
亘

戸
数

は
全
農
戸
数
六
五
〇
戸

の
六
三
％

、
夏
秋
蚕

は
六
八
・

五
％

に
達
し
、
桑
園
反
別

一
八

九
町

八
反

は
全
畑
面
積
四
八

二
町
歩

の
三
九
・
四

％

弱
に
な

っ
て
い
る
。
収
繭
量

は
三
万
貫
に
達
し
、
販
売
価
格

は
三
〇
万
円

を
超

え
て

い
る
。
こ

の
養
蚕

の
農
業

の
中
で

の
地
位
を
見

る
た
め
、
同
年

の
南
箕
輪

の

農
業
収
入

の
内
訳

を
掲
げ

る
と
表
6
1
3
6
の
よ

う
で
あ

る
。

表
6
1
3
6

大
正

一
四
年
南
箕
輪
の
農
・
林
・
水
産
業
収
入

合

計

水 林 畜 其 稲 養
の　　　,.

産 業 産 他 作 蚕

収 収 収ﾙU 収 収

収
入 入 入 入 入 入

種．

類

四

七
九

一一一
七
九

一一 一一
一　 一 三 〇

六 一 七 七 六ゝ　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ

一 二 五 九 一 三
六 二 二 六 五 四

七 五 〇 八 三 六
円

金

額

一
〇
〇

〇
〇

二 六

〇 三 〇 三 八 三

者　●　了　●　●　●
○ 三 三 七 六 九

三 八 二 五 一 一
％

百

分

比

（
村
勢

一
覧
表

よ
り
作
成
）

養
蚕
収
入
は
全
農
家
収
入
の
ほ
ぼ
六
四
％
を
示
し
、
稲
作
収
入
の
二
・
二
倍
に

な
っ
て
い
る
。
い
か
に
こ
の
時
代
に
養
蚕
が
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
か
が
理

解
で
き
よ
う
。
養
蚕
は
現
金
収
入
の
源
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
農
家
収
入
の
中

で
副
業
的
地
位
を
は
る
か
に
超
え
て
、
主
要
産
業
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

２
　

桑
の
肥
培
管
理

養
蚕

の
発
展
に
つ
れ
て
桑
の
栽
培
も
ま
す
ま
す
重
要
度

を
加

え
、
桑
園
面
積
も

逐
次
増
大

し
て
大
正

一
四
年
の
南
箕
輪

全
体

で
、

一
九
七
町

歩
余
に
達

し
た
こ
と

は
既
に
見
た
が
、
栽
桑
技
術
に
対
す
る
関
心
も
高
ま
っ
て
き
た
。
県
は
大
正

七
年

に
桑
の
指
定
品
種
（
四
〇
種
）
を
定
め
て
各
地
に
見
本
園
を
設
置

し
、

さ
ら
に
同

九

年
に
は
全
町
村
に
一
か
所
ず
つ
指
導
桑
園
を
設
け
て
栽
培
の
指
導
に
当
た
っ
て
い

る

。し

か
し
、
大
正
時
代
の
栽
桑
上
特
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
施
肥
量
の
増
加
で
あ

る

。
大
正
一
〇
年
の
上
伊
那
郡
下

の
稲
及
び
桑
に
対
す
る
全
肥
施
用
量
は
表
6
1

3
7の
と
お
り
で
あ

っ
て
、
硫
酸

ア
ム
モ

ニ
ア
・
過
燐
酸
石

灰
・
配

合
肥
料
等
の
化

学
肥
料
と
、
錬
粕
・
鯉
粕
等
の
魚
粕
類
及
び
大
豆
粕
・
菜
種
粕
・
蝸
粕
等
の
油
粕

類

の
三
種
類
が
ほ
ぼ
同
額
使
用
さ
れ
て

い
る
が
、
当
時
の
桑
園
面
積
で
考
え
る
と

反
当

た
り
施
肥
額
は
六
円
強
と
な
り
、
水
稲

の
反
当
た
り
施
肥
額
二
円
強
の
ほ
ぼ

三
倍
に
な

っ
て

お
り
、
中
に
は
反
当

た
り
一
五
～
一
六
円
の
施
肥
を
し
た
養
蚕
農

家
も

あ
っ
た
。

表
6
1
3
7
　大正
一
〇
年
上
伊
那
の
金
肥
施
用
量

合

計

雑 骨 油 魚 化
肥 粉 粕 粕 学
類 ・ 類 類 肥

夭 血 一 一 料

一 粉 大 鯨
＿

豆 類 豆 粕 硫

‘　　 粕　・　安
丸　

・ 廬 過
ﾘﾔ　 菜 粕 石

下 種 等 ・
粕 ‾ 配

肥　　 等　　 合
゛　 ‾　　肥
石　　　　 允や
灰　　　　　 言

肥

料

の

種

類

一一
一
六

－
一一

○

六

一一一

一 一 一
一　 三 〇 〇

八 四 七 〇 〇ゝ　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ

九 三 九 八 九

五 五 七
四 三

四 二 五 九 三
円

桑

園

一
四
九

八
四
五

一 八 一 三

三 二 八 一 四ゝ　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ

三 一 一 八
二

二 八 七 八 八
○ 三 〇 五 七

円

稲

さ
ら
に
、
四
年

後
の
大
正

一
四
年
南
箕
輪

の
金
肥
使
用
額

は
表
６
－
3
8
の
よ
う

で
あ
る
。
桑

園
に
対
し
て
は
八
万
三
五
〇
〇
円

の
費
用

を
投

じ
反
当

た
り
四
三
円

余
を
使
用

し
、
水
田

の
六
倍
強
に
な

っ
て

い
る
こ
と
は
、
養
蚕

に
対
す
る
農
民

の
意

6 訂
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表
6
j
3
8
　大
正
一
四
年
南
箕
輪
金
肥
使
用
量

水
麦 桑

稲

種

類

一 一
九 六

六 七 六

●　　●　●
町

玉 一 三

反

反

別

八 －
一 一
一一 一ゝ　ゝ

一 五
○

－ ○ ○

○ ○ ○
円

金
肥
使
用
額

四

一 二 七
｀　` 　羽
六 三 二

九 六 二
銭

同

上
反
当

り
使
用
額

気
込
み
が
強
く
感
ぜ
ら
れ
る
。

３
　
養
蚕
法
の
進
歩

大
正
時
代
養
蚕
の
発
達
に
大
き
く
貢
献
し
た
の
が
一
代
雑
種
の
採
用
で
あ
る
。

大
正
三
年
、
県
内
に
欧
州
黄
繭
種
が
導
入
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
性
質

の
異
な
っ
つ
た
二
つ
の
品
種
の
雌
雄
を
交
配
し
て
生
ま
れ
た
雑
種
第
一
代
（
Ｒ
）

が
、
そ
の
両
親
の
い
ず
れ
よ
り
も
強
健
で
収
繭
量
、
繭
質
共
に
良
好
で
あ
る
こ
と

が
立
証
さ
れ
、
早
く
も
同
四
年
、
片
倉
組
は
一
代
雑
種
の
蚕
種
を
伊
北
地
区
に
配

布
し
て
飼
育
さ
せ
、
県
の
奨
励
も
あ
っ
て
一
代
雑
種
の
飼
育
は
急
速
に

広
ま
っ

た
。
さ
ら
に
、
大
量
均
質
の
生
糸
の
生
産
が
商
品
価
値
を
高
め
る
こ
と
か
ら
、
蚕

の
品
種
統
一
に
対
す
る
要
望
が
強
く
な
り
、
大
正
末
期
に
は
県
は
蚕
品
種
の
指
定

を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
大
正
一
四
年
の
県
指
定
品
種
は
全
部
一
代
雑
種

に
な
っ
て
い
る
。

飼
育
法
に
つ
い
て
も
次
第
に
進
歩
し
て
い
る
。
県
は
大
正
の
初
期
か
ら
養
蚕
組

合
の
結
成
を
繰
り
返
し
奨
励
し
て
お
り
、
組
合
の
設
置
に
よ
っ
て
よ
う
へ
い
養
蚕

教
師
を
置
く
こ
と
を
指
導
し
て
い
る
が
、
大
正
四
年
よ
り
は
こ
れ
に
対
し
補
助
金

を
交
付
、
さ
ら
に
同
八
年
か
ら
養
蚕
教
師
規
則
を
制
定
す
る
等
養
蚕
の
指
導
体
制

を
整
え
て
い
る
。
こ
の
養
蚕
教
師
が
農
家
を
巡
回
指
導
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
養

蚕
の
知
識
は
深
ま
り
、
各
農
家
の
飼
育
法
も
し
だ
い
に
科
学
的
合
理
的
に
な
っ

た
。養

蚕
農
家
一
戸
当
た
り
の
蚕
種
掃
立
数
量
も
し
だ
い
に
増
加
し
、
大
き
な
養
蚕

農
家
で
は
労
力
が
不
足
し
、
雇
用
労
力
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。「
桂

庵
」
と
い
わ
れ
る
労
働
力
斡
旋
業
者

が
盛
ん
に
活
動
し
た
の
も
こ
の
こ
ろ
で
あ

る
。
し
か
し
、
第
一
次
大
戦
中
の
労
賃
の
高
騰
に
よ
っ
て
労
働
力
の
雇
用
が
不
利

と
な
り
、
こ
れ
を
軽
減
す
る
方
法
と
し
て
労
力
が
少
な
く
て
済
む
全
芽
育
が
広
ま

り
、
さ
ら
に
、
粗
放
的
飼
育
法
で
あ
る
条
桑
育
が
始
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

大
正
九
年
お
よ
び
同
一
五
年
の
上
伊
那
郡
内
の
飼
育
法
と
、
そ
の
割
合
は
表
6
1

3
9の
よ
う
で
あ
っ
た
。

表
6
1
3
9
　
大
正
時
代
上
伊
那
郡
下
蚕
飼
育
法
の
割
合

計

全 劉 全 劉 劉
芽 芽

条 条 芽 芽 桑
桑 桑
育 育 育 育 育

飼

育

法
大

正

九

年

一
四

四

八
四

五 五 三
ゝ　ゝ 　ゝ

三 三 五
七 七 七 七 八
五 五 五 五 四戸

一戸

数

一
○
○

○

三 三 二

○ ○ 七 七 四

●　●　●　●　●
五 五 一 一 七 ％

割

合

計

条 全 劉 劉 劉
桑

桑 芽 全 芽 桑
芽

育 育 育 育 育

飼

育

法 大

正

一

五

年

一
四

六
九
〇

七 三 二 一 －
ゝ　ゝ 　ゝ　ゝ　ゝ

一 〇 〇 四 〇

四 七 三 三 〇

三 二 八 六 一 戸

一戸

数

－

○
○

○

四 二 一

八 〇 三 九 六

●　●　●　●　●
六 九 九 八 八 ％

割

合

表
6
1
4
0
　大
正
一
五
年
郡
内
特
殊
飼
育
法

（
『
県

史

資

料

』

五

巻

）

計

複 湿 覆 箱 多 石 行

式

蚕 布 蓋　 桑 灰 灯

架

育 育 育 飼 育 育 育

特

殊

飼

育

法

－

五

－
一一九

四　　　 九
九 二　 二 三 三 二

四 九 八 一 〇 二 五
－戸

戸

数

－
○

○

九
〇

二　　　 六

五 二　 八 一 二 〇

三
〇 六 一 七 五 五

〇 〇 八 〇 三 八 －
枚

掃

立

枚

数

6詔
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ま
た
、
大
正
七
年
に
は
石
灰
育
が
、
同
一
〇
年
に
は
箱
飼
、
同
一
一
年
に
温
布

育
が
始
め
ら
れ
て
い
る
が
、
本
村
内
に
も
こ
れ
ら
の
飼
育
法
が
何
ほ
ど
か
広
ま
っ

て
来
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
資
料
が
乏
し
く
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
大
正
一
五

年
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
特
殊
飼
育
を
行
っ
た
郡
内
の
養
蚕
戸
数
と
掃
立
て
枚
数
は

表
６
－
4
0
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
飼
育
法
は
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
石
灰
育
の
石
灰
散
布

は
、
眠
に
入
る
と
き
蚕
座
を
乾
燥
さ
せ
る
方
法
と
し
て
普
通
飼
育
に
お
い
て
も
の

ち
の
ち
ま
で
応
用
さ
れ
、
覆
蓋
育
、
湿
布
育
等
の
桑
業
の
萎
れ
を
防
ぐ
飼
育
技
術

は
後
の
防
乾
祗
飼
育
へ
発
展
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
箱
飼
い
の
方
法
は
現
在
の

稚
蚕
共
同
飼
育
に
継
承
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

上
飯
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
代
は
ほ
と
ん
ど
折
藁
籐
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
の
折
藁
籐
は
一
回
の
使
用
で
使
え
な
く
な
り
多
く
の
藁
が
必
要
で
も
あ
っ

た
の
で
、
養
蚕
家
は
冬
季
間
に
こ
の
飯
を
毎
年
作
り
、
ま
た
、
売
買
も
か
な
り
行

な
わ
れ
た
。

繭
の
販
売
は
各
地
区
各
農
家
ご
と
の
長
い
慣
行
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ

て
い
た

が
、
い
か
に
し
て
有
利
に
販
売
す
る
か
は
極
め
て
重
要
な
問
題
点
で
あ
っ
た
わ
け

で
あ
る
が
、
現
金
が
直
ち
に
手
に
入
る
と
い
う
魅
力
が
強
く
て
、
自
宅
に
お
い
て

仲
買
人
に
販
売
す
る
と
い
う
農
家
が
か
な
り
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
大
正
一
四

表
6
1
4
1
　
大
正
一
四
年
上
伊
那
郡
内
春
繭
販
売
状
況

合

計

-

製 組養繭
牡 圭 市

UJぁ 回ﾉ易

泉 販泉販

売売売売

販

売

方

法

－

五

－
一一
九

五

一 六 五 －
ゝ　ゝ　ゝ　ゝ

五 四 四 九

〇 八 四 六

八 五 〇 二
一戸

一戸

数

五

一一
一八

七

一一
一一

－ －一
五 三 八 六

二 六 一 八
ゝ　ゝ 　ゝ 　ゝ

四 三 一 七

六 六
四 四

四 九 〇 九
貫

繭

販

売

量

一〇
〇

〇

四 ＝ 一
一

九 三 三 二

●　●　●　●
七 九 六 八

％

同
上

比
率

年

の
上
伊

那
郡
内
養
蚕
長

家
の
春
繭
販
売
状
況

は
表
6
1
4
1
の
よ
う
で
あ
る
。

大
正

九
年
生
糸
価
格
暴
落
に
よ

る
養
蚕
不

況
対
策
と
し
て
養
蚕
組
合
は
、
乾
燥

保
管
、
繭

の
共
同
販
売
等
を
重
点
に
努
力
し
て
お
り
、
大
正
三
年
組
合
製
糸
と
し

て
の
竜

水
社

が
発
足
し
、
組
合
製
糸
に
対
す

る
販
売
が
し

だ
い
に
増
加
し
て
そ
の

比
率

は
四
三
・

九
％

と
な

っ
て
い
る
が
、

ま
だ
養
蚕
農
家

の
自
家
販
売
が
三
分
の

一
と
、

か
な
り
多

く
残

っ
て
お
り
、

ま
た
、
こ

の
こ

ろ
か
ら
し

だ
い
に
営
業
製
糸

会
社

と
の
特
約
取
引
も
始

め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

叫
　

昭
和
前
期
の

養
蚕
の
衰
退

１
　

概
　
　
　

況

昭
和
に
入

っ
て
養
蚕
業
は
大
き
な
受
難
と
変
動
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
ま
ず
、

昭
和
二
年
に

は
全
県
下

に
大
凍
霜

害
か
お
り
養
蚕
家
は
致
命
的
打
撃
を
受
け
て

い

る
が
、
南
箕
輪
に

お
い
て
も
桑
園
約
二
〇
〇
町
歩
（
全
桑
園
）
に
霜
害
を
受
け
、
春

蚕

の
掃

立
て
数
量

は
約
四
〇
％

の
減
と
な
り
、
こ

の
年
は
秋
蚕
も
違
蚕
が
多
く
て

養
蚕
家

の
困
窮

は
ひ

ど
か
っ
た
。
よ

っ
て
村
は
霜

害
対
策
資
金
と
し
て
一
万
九
〇

〇
〇
円
、
養
蚕
応
急
資
金
と
し
て
一
万
七
四
〇
〇
円
を
借
り
入
れ
救
済
に
当
た

っ

て
い
る
。
（
役
場
文
言

昭
和
三
、
四
年
は
比
較
的
順
調
で
あ
り
、
昭
和
五
年
に
は
村
と
し
て
は
最
高
の

収
繭
量
を
上
げ

た
年
で
あ

っ
た
が
、
昭
和
四
年
秋

か
ら
始
ま

っ
た
世
界
的
経
済
恐

慌

は
生
糸
価
格

の
暴
落
と
な
り
、
養
蚕
家
に
致
命
的
打
撃
を
与
え
た
。
そ
れ
以

後

養
蚕
業

は
衰
退

の
一
途
を

た
ど
る
こ
と
に
な

っ
た
。

昭
和
初
期

の
激
動
期
に
お
け
る
南
箕
輪
の
養
蚕
の
状
況

は
表
6
1
4
2
の
よ
う
で

あ

る
。

昭
和
五
年

の
繭

の
値
段
は
一
貫
匁
が
二
円
代

で
、
大
正
時
代

の
好
況

時
の
価
格

の
四
～
五
分

の
一
の
安
値
で
、
特
に
秋
蚕

の
繭
値
は
一
円
五
〇

銭
と

い
う
安
値
も

出
る

ぼ
ど
の
暴

落
ぶ
り
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
県
下

に
お
け
る
昭
和
四
年
の

桑
園
反

当
た
り
所
得
は
八
五
円

二
五
銭
で
あ
っ
た
が
、
昭
和

五
年
に

は
二
八
円
四

銘 夕
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表
6
j
4
2
　
昭

和
初
期
の

南
箕
輪
の

養
蚕

概
況

リ　μ　μ　μ　μ　μ　μ　リ 昭

一　　　　　　　　　 和

○ 九 八 七 六 五 四 三 二

μ　リ　リ　μ　ﾀﾞ1　μ　μ　μ　年

年

度

四 四 四 四 四 四 四 四 四
－ 一 二 一 六 八 八 八 九
二 〇 二 七 九 〇 六 〇 二

飼

育
一
戸
数

一 一 二 三 三 三 二

七 七 〇 二 八 八 六 〇 六
ゝ　ゝ 　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ

九 五 四 一 六 六 〇 〇 二

九 八 六 九 〇 六 七 九 三

九 〇 六 二 五 六 八 七 九 貫

収

繭

量

一一　 一 一一
二 一 五 二 八 〇 三 六 四

二 六 七 九 四 四 〇 一 五

ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ

六 八 一 二 二 三 八 七 七
九 五 四 五 九 四 〇 五 〇

四 七 〇 九 四 五 六 五 七 円

同

上

価

格

一　 一 二 四 三 二

五 四 三 七 七 一 七 三 九

五 一 五 〇 八 七 四 六 六、　、　、　、　、　、　、　、　、
円

○ 一 四 一 七 三 九 九 一

八 一 〇 六 三 八 〇 八 五 銭

収 一
－戸

入 当

た
額 り

二 二 五 二 二 二 六 五 五、 、 、 、 、 、 、 、 、
円

八
二 四 四 九 六 三 三 五

四 〇 六 〇 五 九 九 七 五銭

た繭

り
価貫
格当

注
　

昭
和
一
丁

六
年
…
各
年
度
事
務
報
告
（
役
場
文
書
）
昭
和

七
～

一
〇
年
春
蚕

の
み
（
小
学
校
資

料
）

七
銭
、
昭
和
六
年
に
は
二
三
円
五
五
銭
に
激
減
し
、
経
済
恐
慌
は
養
蚕
家
に
最
も

深
刻
な
打
撃
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
、
昭
和
六
年
三
月
に
県
の
蚕
糸
課
は
蚕
糸
業

不
況
対
策
と
し
て
、
養
蚕
家
に
対
し
次
の
よ
う
な
不
況
対
策
を
示
し
て
い
る
。

①
　
無
謀
掃
立
て
の
禁
止
　
　
②
　
粗
放
飼
育
を
し
な
い

㈲
　
蚕
品
種
の
統
一
　
　
　
　
㈲
　
桑
園
の
整
理
改
植

⑤
　
自
給
肥
料
の
増
成

さ
ら
に
、
養
蚕
偏
重
に
対
す
る
批
判
が
し
だ
い
に
強
ま
り
、
昭
和
七
年
に
国
は

桑
園
整
理
補
助
の
制
度
を
設
け
、
県
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
第
一
次
桑
園
整
理
改
植

三
か
年
計
画
を
開
始
、
同
一
〇
年
に
は
蚕
糸
業
更
新
五
か
年
計
画
を
立
て
て
蚕
糸

業
偏
重
よ
り
の
産
業
転
換
の
方
針
を
示
し
て
、
第
二
次
桑
園
整
理
五
か
年
計
画
に

入
っ
て
い
る
。
村
と
し
て
は
直
接
に
当
面
農
家
の
苦
境
を
救
う
た
め
、
昭
和
六
年

に
失
業
救
済
農
山
漁
村
臨
時
対
策
低
利
資
金
二
万
二
〇
〇
〇
円
の
転
貸
資
金
を
用

意
し
、
耕
地
拡
張
改
良
事
業
・
蚕
桑
改
良
事
業
・
副
業
お
よ
び
農
業
共
同
施
設
事

業
等
に
貸
与
し
、
昭
和
九
年
に
は
県
費
に
よ
る
補
助

を
得
て
養
蚕
不
況

救
済
上
木

事
業
を
実
施
し
て

い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
態
で
あ

っ
た
か
ら
養
蚕

の

減
少
は
日
を

追

っ
て

進
み
、

そ

の

時
、
西
天

竜
用

水
路
完
成
に
よ
る
西
天

竜
畑
地

帯
の
開
田

が
進
行
中
で

あ
っ
た
か

ら
、
西
天

竜
地
区

の
桑
園
は
大

部
分
水
田

に
姿

を
変

え
、
具
体
的

な
詳
細

の
数
字

は
資
料
が
な
く
不

明
で
あ
る
が
、
桑
園
面

積
は
急
速
に
減
少
し
た
。

昭
和
一
四
年
に
は
対
米
関

係
の
悪
化

に
よ
り
生
糸

の
輸
出

が
途
絶

え
、

生
糸

は

ほ
と
ん
ど
国

内
用

の
み
と
な
り
、

多
く
の
製

糸
工
場

が
閉
鎖
に
追

い
込

ま
れ
た
。

同

二
（

年
、
太
平

洋
戦
争

ぼ
っ
発

に
よ
っ
て
生
糸

輸
出

は
完

全
に

途
絶
え
、

さ
ら

に
、
戦
時
体
制
下

の
食
糧
増
産

の
要
求
が
強
ま
り
、
桑
園
整
理

の
強
行
割

り
当

て
ま

で
行

な
わ
れ
る
状
態

と
な
っ
て
養
蚕

の
衰
退

は
一
層
顕
著
に

な
っ
た
の
で

あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
戦
時
体
制
下

に
あ
っ
て
外
国

か
ら
の
綿
々
羊
毛

の
輸
入

が
で
き

な

く
な
り
、
繊
維
資
源

の
確
保
、

軍
需

物
資

と
し
て
の

生
糸

の

需
要
（
落
下
傘
用
）

に
こ
た
え
る
た
め
「
繭

は
兵
器

な
り
」

の
會

言
葉

の
も

と
に
、
限

ら
れ
た
桑
園
と

乏
し

い
肥
料

の
中

で
盛
ん
に
繭

の
増

産
が
要
求

さ
れ
た
。
国
内
繊

維
資
源
と
し
て

桑

の
枝

条
の
皮

を
剥

い
で
供
出

す
る
よ
う
兪

ぜ
ら
れ
た
の
も
こ

の
こ

ろ
で

あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

整
理

さ
れ
た
残

り
の
桑
園

と
、

乏
し

い
施
肥
量
と
不
足
し

か
労

働

力
の
も
と
で
は
養
蚕

の
盛
り
返
し

は
困
難
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
昭
和
二
〇
年
に

は
凶
作

に
よ
る
食
糧

事
情

の
急
激

な
悪
化
に

よ
り
、
県
下

の
桑
園
一
万
三
〇
〇
〇

町

歩
の
整
理
計
画

が
立
て
ら
れ
る
と
い
う
状
況
で

あ
っ
た
。

２
　

栽
桑
と
飼
育
技
術
の
発
達

桑
園

は
昭
和
五
年

こ
ろ
ま
で
増
加
し

て
い
た
が
、
そ

れ
以

後
は
し

だ
い
に
減
少

し
て
い
る
。
南
箕
輪
に

お
い
て
は
西
天
竜
開
田
と

の
関
係
も

あ
っ
て
昭
和
三
年

の

二

九
〇
町
二
反
歩

が
頂
点
で
、
西
天
竜
開
田
に
よ
り
急
速
に
減
少
し
、

さ
ら
に
食

糧
増

産
の
た
め
の
桑
園
整
理

が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
反
面
で
荒
廃
桑
園

の
改

植
も
進
め
ら
れ
て
反
当
収
桑
量

の
増
加
に

は
意

を
用

い
て
い
る
。
ま
た
、
昭

6卯
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表
６
－
4
3
　
昭
和
七
年
長
野
県
の
桑
の
品
種
と

栽

培
面
積

計

福 飛 改 四 島 一 小 鼠

島　
禄　 牧=

騨 鼠 ＿ ノ ノ ＿ 返

大　　 、 四　　　　城
返 ッ

葉 桑 し 且 内 瀬 ご: し

品

種

五
六

一

七
○

四

－一
一 四 五 二 三 四 三
ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　・

九 六 六 四 〇 八 五 〇

八 四 五 一 一 六 一 七

一 九 七 五 三 四 一 七、　、　、　、　、　、　、　、
町

○ 一 七 七 一 六 二 七

反

別

一
〇
〇

〇

二 四

一 二 八 九 三 六 五 一

●　●　●　●　●　●　●　●
七 九 三 六 六 九 八 〇

％

割

合

（『
県
史
資
料
』）

和
五
年
よ
り
竜
水
社
は
稚
蚕
用
桑
園
の
設
置
を
奨
励
し
、
稚
蚕
に
好
適
な
桑
品
種

の
植
付
け
に
は
奨
励
金
を
出
す
な
ど
の
指
導
を
し
て
お
り
、「
改
良
鼠
返
し
」
な

ど
も
こ
の
こ
ろ
か
ら
導
入
さ
れ
て
い
る
。

長
野
県
に
お
け
る
桑
の
品
種
と
栽
培
面
積
は
表
6
1
4
3の
よ
う
に

な
っ
て
い

る
。蚕

品
種
は
ほ
と
ん
ど
一
代
雑
種
と
な
っ
て
在
来
種
は
姿
を
消
し
、
さ
ら
に
、
大

正
時
代
は
黄
繭
種
が
か
な
り
多
く
飼
わ
れ
て
い
た
が
、
黄
繭
種
の
生
糸
の
需
要
の

減
少
か
ら
全
部
白
繭
種
に
も
ど
っ
た
。

飼
育
技
術
の
向
上
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
大
正
の
初
期
か
ら
養
蚕
組
合
の
設
置

と
養
蚕
教
師
を
や
と
い
そ
の
指
導
を
受
け
る
こ
と
が
奨
励
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和

六
年
蚕
糸
業
組
合
法
が
公
布
さ
れ
、
養
蚕
実
行
組
合
が
法
人
と
し
て
組
織
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
部
落
単
位
の
養
蚕
実
行
組
合
が
作
ら
れ
て
、
養
蚕
指
導
員
が
養
蚕

農
家
を
巡
回
指
導
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
飼
育
成
績
は
向
上
し
た
。

飼
育
法
と
し
て
は
、
昭
和
一
〇
年
竜
水
社
傘
下
の
組
合
に
採
用
指
導
し
た
防
乾

紙
飼
育
が
あ
る
。
こ
れ
は
給
桑
し
た
蚕
座
の
上
に
直
接
パ
ラ
フ
ィ
ン
紙
等
の
防
乾

紙
を
覆
い
、
桑
の
し
お
れ
る
の
を
防

ぐ
方
法
で
、
桑
葉
量
の
節
約
に
な
る

ば
か
り
で
な
く
給
桑
回
数
を
減
ら
す

こ
と
が
で
き
、
稚
蚕
か
ら
四
齢
ご
ろ

ま
で
有
効
で
あ
っ
た
の
で
全
郡
的
に

広
ま
っ
た
。
ま
た
、
上
族
は
昭
和
に

な
っ
て
か
ら
藁
を
細
い
針
金
等
で
綱

状
に
編
ん
だ
改
良
族
が
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
何
回
も
繰
り

返
し
使
用
で
き
る
ば
か
り
で
な
く
、

上
族
や
収
繭
の
手
数
が
省
け
る
こ
と

が
大
き
く
、
か
つ
、
柴
着
き
繭
が
少

な
く
な
っ
て
繭
質
の
向
上
に

役
立

ち
、
戦
後
回
転
換
が
出
現
す
る
ま
で
使
わ
れ
た
。

繭
の
販
売
に
つ
い
て
は
、
昭
和
の
初
期
か
ら
の
組
合
製
糸
へ
の
出
荷
が
多
く
な

っ
て
い
る
が
、
経
済
恐
慌
に
よ
る
産
繭
の
減
少
に
よ
り
、
竜
水
社
は
傘
下
二
二
工

場
を
昭
和
七
年
に
五
工
場
に
整
理
統
合
し
、
一
方
で
営
業
製
糸
は
不
況
に
際
し
特

約
取
引
制
度
を
拡
充
し
て
こ
れ
に
対
抗
す
る
形
と
な
り
、
特
約
取
引
き
に
よ
る
販

売
が
増
加
し
て
い
る
。
し
か
し
、
特
約
取
引
制
度
は
弊
害
が
多
く
、
昭
和
一
〇
年

三
月
繭
検
定
規
定
か
公
布
さ
れ
、
同
一
一
年
に
は
蚕
繭
処
理
統
制
法
が
成
立
し
、

府
県
単
位
に
繭
の
検
定
品
位
に
よ
る
取
引
き
を
す
る
よ
う
に
な
り
、
繭
販
売
の
問

題
は
合
理
化
さ
れ
た
。

聯
　
昭
和
後
期
（
戦
後
）
の
養
蚕

１
　
概
　
　
　
況

食
糧
増
産
の
た
め
昭
和
二
〇
年
に
県
下
で
桑
園
一
万
三
〇
〇
〇
町
歩
を
整
理
す

る
計
画
が
立
て
ら
れ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
こ
の
計
画
は
中
途
で
中
止
さ
れ

6沢
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た
。
そ
れ
は
食
糧
輸
入
の
た
め
の
見
返
り
物
資
に
生
糸
が
重
視
さ
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
、
昭
和
二
二
年
国
は
蚕
糸
業
復
興
五
か
年
計
画
を
立
て
、
県
は
養
蚕

合
理
化
の
た
め
桑
の
増
植
改
良
と
稚
蚕
の
共
同
飼
育
を
奨
励
し
た
。
し
か
し
、
昭

和
二
三
年
の
南
箕
輪
の
桑
園
面
積
は
九
三
町
余
と
、
最
盛
時
の
三
分
の
一
以
下
に

減
少
し
て
お
り
、
し
か
も
、
繭
の
価
格
が
他
の
物
価
ほ
ど
に
は
上
昇
も
せ
ず
、
思

う
よ
う
な
増
産
は
で
き
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
昭
和
二
六
～
七
年
ご
ろ
か
ら
蚕
繭

価
格
が
上
昇
し
養
蚕
熱
が
高
ま
っ
て
き
た
。
桑
園
の
面
積
も
二
八
年
に
は
Ｉ
〇
二

町
歩
と
回
復
の
兆
し
を
見
せ
、
稚
蚕
の
共
同
飼
育
の
普
及
に
よ
る
蚕
作
の
安
定
化

も
あ
っ
て
、
養
蚕
は
農
業
の
中
で
再
び
重
要
な
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
見
え
た
。

し
か
し
な
が
ら
そ
の
後
、
化
学
繊
維
の
発
展
に
よ
っ
て
生
糸
の
需
要
は
減
少
し
、

特
に
昭
和
三
三
年
の
生
糸
価
格
の
暴
落
が
養
蚕
に
対
す
る
期
待
を
無
く
さ
せ
、
畜

産
や
果
樹
等
の
新
興
種
目
へ
の
転
換
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
養
蚕
は
再
び
減
産
の

方
向
に
向
っ
た
。

(給桑)省力型飼育方式の養蚕29図6

こ
の
開
、
養
蚕
の
大
き
な
変
化

は
飼
育
戸
数
の
著
し
い
減
少
で
あ

る
。
昭
和
三
〇
年
こ
ろ
養
蚕
戸
数

は
五
〇
〇
戸
を
超
え
て
い
た
も
の

が
、
同
四
〇
年
以
降
急
速
に
減
少

し
、
昭
和
五
〇
年
に
は
一
八
〇
戸

と
三
分
の
一
程
度
に
減
少
し
、
昭

和
五
六
年
に
は
僅
か
に
二
五
戸
に

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
経
済
の
高

度
成
長
、
工
業
の
発
展
に
よ
る
就

労
機
会
の
増
大
に
よ
り
、
農
家
人

口
の
工
業
へ
の
流
出
、
兼
業
農
家

の
増
大
と
表
裏
を
な
す
も
の
で
、

農
家
の
現
金
収
入
源
を
養
蚕
か
ら
兼
業
化
の
方
向
へ
向
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ

う
。
し
た
が
っ
て
、
他
方
で
残
さ
れ
た
養
蚕
家
は
一
戸
当
た
り
の
飼
育
量
の
増
大

と
い
う
方
向
を
と
り
、
昭
和
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
前
半
は
戸
数
の
減
少
に
も

か
か
わ
ら
ず
総
収
繭
高
は
増
加
の
傾
向
さ
え
見
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾

向
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
省
力
型
の
飼
育
方
式
を
発
展
さ
せ
、
養
蚕
専
業
的
農
家

も
現
れ
、
年
間
の
飼
育
回
数
も
四
回
、
五
回
と
増
加
し
て
い
る
。

南
箕
輪
に
お
け
る
戦
後
の
養
蚕
の
動
き
を
グ
ラ
フ
で
示
す
と
図
６
－
3
0
の
よ
う

で
あ
る
。

２
　
栽
桑
と
飼
育
技
術
の
進
歩

昭
和
二
二
年
、
県
は
国
の
蚕
糸
業
復
興
五
か
年
計
画
に
基
づ
い
て
養
蚕
の
合
理

化
を
推
進
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
桑
園
の
増
植
改
良
と
稚
蚕
共
同
飼
育
の
奨
励
で

あ
っ
た
。

桑
園
の
増
植
改
良
に
つ
い
て
は
、
品
種
の
更
新
と
老
朽
低
位
生
産
桑
園
の
改
植

に
よ
る
生
産
力
の
増
大
で
あ
っ
て
、
品
種
は
ほ
と
ん
ど
改
良
鼠
返
し
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
三
〇
年
ご
ろ
か
ら
は
稚
蚕
共
同
飼
育
の
特
設
が
進
ん
で
い
る
。

蚕
の
品
種
に
つ
い
て
も
逐
次
、
強
健
良
質
を
目
的
と
し
て
改
良
が
進
め
ら
て
い

る
。飼

育
法
に
つ
い
て
み
る
と
、
戦
後
も
初
め
の
う
ち
は
各
農
家
ご
と
に
ト
タ
ン
箱

飼
い
等
に
よ
る
稚
蚕
飼
育
を
行
な
っ
て
お
り
、
中
蚕
期
は
龍
飼
い
で
壮
蚕
期
に
条

桑
育
（
春
蚕
）
に
す
る
と
い
う
方
法
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
稚
蚕
の
飼

育
の
良
否
が
蚕
作
の
良
し
悪
し
に
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
、
個
々
の
農
家
が
早
く

か
ら
蚕
室
を
用
意
し
て
少
量
の
稚
蚕
に
多
く
の
資
材
と
労
力
を
か
け
る
と
い
う
不

経
済
性
か
ら
脱
却
し
、
周
到
綿
密
な
共
同
管
理
に
よ
っ
て
蚕
作
の
安
定
を
求
め
、

労
力
資
材
の
節
約
が
可
能
な
稚
蚕
の
共
同
飼
育
が
脚
光
を
浴
び
、
そ
れ
が
奨
励
さ

れ
る
に
至
っ
た
。
こ
う
し
て
、
各
地
に
共
同
稚
蚕
所
の
建
設
が
進
め
ら
れ
、
南
箕

輪
に
お
い
て
も
昭
和
二
四
年
か
ら
稚
蚕
共
同
飼
育
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

卵2
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南箕輪の年 間総収繭量 と反 当収繭量の推移
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５
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４
　
　

３
　
　

３
　

（
／
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０
　
　

０
　
　

０
　
　

０
　
　

０
　
　

０
　
　

０

－
　
　

０
　
　

９
　
　

８
　
　

７
　
　

６
　
　

５

１
　
　

－

昭
和

二
八
年
に

は
上
伊

那
郡
に

お
け

る
稚
蚕
共
同
飼
育

は
九
九
％

に
達
す

る
ほ

ど

の
急
速
な
普
及

を
み

た
。

上

族
法

に
つ
い
て
は
、
昭
和

二
七
年
に

竜
水
社

が
回

転
換

の
普
及

を
始

め
た
。

回
転
籐
は
ボ
ー
ル
紙
で
細
か
い
多
数
の
方
形
の
枠
に
組
ん
だ
も
の
で
、
一
桝
に
一

匹
ず
つ
の
熟
蚕
が
営
繭
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
族
で
、
こ
れ
を
Ｉ
〇
枚
く
ら

＼

ｙ
～ヽ. 、

０
　
　

０
　
　

０
　
　

０

０
　

５
　

０
　

５

戸

２
　
　

－
　
　

－

56昭22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52－戸

数 ，
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30

20
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町
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積 ノ

図6-30　 戦後における南箕輪の養蚕の推移

い
枠
に

さ
し
て
針
金
で
空
間
に
吊
し

回
転
で
き

る
様
式
に
な

っ
て
お
り
、

二
段
、
三
段
と
吊

る
す
こ
と
が
可
能

で
上
策
場
所
が
少
な

く
て
よ

く
、

か

つ
、
空
気

の
流
通
が
良

く
繭
質
が
向

上
し
、
収
繭

が
容
易
で
あ

る
等
多
く

の
利
点

が
あ
る
た
め
急
速
に
普
及
し

て
い
る
。

こ

の
よ
う
に

し

て

戦
後

の

養
蚕

は
、
桑
園

の
生
産
力

の
増
加
と
飼
育

技
術

の
向
上
に

よ
っ
て
、
表
６
－
3
0

の
よ
う
に
桑
園

一
反
歩
当

た
り

の
収

繭
量

は
急
速
に
向
上
し

て
い
る
。
昭

和

二
〇
年
代
前
半

の
反
当

た
り
収
繭

量

八
～

一
〇
貫

か
ら
、
同
三
八
～
四

〇
年

の
七
五
～
九
〇
㎏
（
二
〇
圭

一
四

貫
）
　へ
と
急
上
昇

を

示

し
て

い
る
。

昭
和

三
三
年

の
生
糸

の
暴

落
は
養

蚕
業

を
窮
地
に
追

い
込
ん
だ
が
、

こ

れ
を
契
機
と
し
て
養
蚕

は
省
力
型
養

蚕

へ
向

か
う
こ
と
と
な
り
、
大
き
く

姿
を
変
え
る
こ
と
と
な
る
。
省
力
型
養
蚕
と
し
て
考
え
ら
れ
た
内
容
は
次
の
よ
う

で
あ
っ
た
。

１
　
強
健
性
蚕
品
種
の
育
成

２３

桑
園

管
理
能
率
の
向
上

稚

蚕
共
同

飼
育

6 貼
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４
　
年
間
条
桑
育
の
採
用

５
　
協
業
養
蚕

桑
園
管
理
能
率
の
向
上
の
た
め
に
は
、
桑
の
畦
幅
を
六
尺
く
ら
い
に
広
げ
て
機

械
力
に
よ
る
管
理
と
マ
ル
チ
農
法
等
が
考
え
ら
れ
、
年
間
条
桑
育
の
普
及
の
た
め

に
は
、
桑
の
仕
立
て
方
今
収
穫
方
式
の
変
更
が
必
要
で
、
い
ろ
い
ろ
と
そ
の
様
式

が
改
良
さ
れ
た
。
ま
た
、
三
八
年
ご
ろ
か
ら
蚕
の
屋
外
飼
育
が
始
ま
り
、
各
養
蚕

家
は
競
っ
て
簡
易
養
蚕
用
鉄
骨
（

ウ
ス
を
建
て
、
麻
布
、
ビ
ニ
ー
ル
等
で
周
囲
を

囲
っ
て
屋
外
で
飼
育
を
行
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
養
蚕
の
生
産
性
は
急
速
に
向
上
し
て
い
る
が
、
生
糸
の
需
要
が
縮

小
傾
向
で
あ
り
、
今
後
の
発
展
は
あ
ま
り
期
待
で
き
そ
う
も
な
い
の
が
現
状
で
あ

収
　
蚕
種
製
造
業

江
戸
末
期
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
は
養
蚕
の
先
進
地
小
県
上
田
方
面
か
ら
買

屋 外飼育 のための鉄骨 ハウ ス（大泉にて）図6-31

い
入
れ
た
蚕

種
に
よ
っ
て
わ
ず
か

に
蚕

を
飼
っ
て

い
た
が
中

に
は
自

家
製
の
も
の
で
聞
に
合
わ
せ
る
者

も
あ

っ
た
。

明
治

コ

二
年
第
一
回
長
野
県
共

進
会
に
繭
を
出
品
し
た
際
の
説
明

書
か
お
る
。

養
蚕
並
産
地

長
野
県
管
下
信
濃
国
上
伊
那
郡
南

箕
輪
村
有
賀
鍼
二
、
玉
ナ
シ
ト
云
ウ

夏
蚕
種
、
素
ヨ
リ
自
種

子
ビ
ア
餌
来

リ
、
明
治
七
年
二
至
り
大
繭
卜
称
ス

ル
夏
蚕
種
ヲ
得
ル
、
其
原
胤
ヲ
知
ラ

ズ
、
玉

ナ
シ
ト
大
繭
ト
ヲ
以
テ
掛

ケ
合
ワ

セ
明
治
八
年
以
来
ノ

自

種
ナ
リ

云
々
」
と

あ

る
。
旧
村
誌
に

は
「
蚕
種
　

質
上
　

一
〇
〇
〇
枚
　

自
用

の
外
他
郡
へ
（
役
場

文
書
）

と

あ

る

が
明

治

八
年

に

は
次

の
布

告

が
出

さ

れ

た

。

蚕
種
製
作
ノ
儀
　

自
侭
ノ
製
造
　

無
印
紙
ノ
蚕
種
掃
立
テ
ノ
儀
（

御
規
則

二
悸
り
御
禁

止
ノ
処
、
中

二
（

無
印
紙
濫
造
ノ
蚕
種
掃
立
候
者
モ
コ

レ
有
ル
趣
風
聞
コ
レ
有
り
候

二
付

…
…
一
匹
々
（
役
揚
文
書
）

の
通

達

を
受

け

て
勝

手

に

製

造

す

る
こ

と

は
で

き

な

く

検

査

を

受

け

る

こ

と

に

な

っ

た

。

明

治

八
年

に

南

殿

村

か
ら

筑

摩

県

権

令

へ
提

出

し

た

上

申

書

に

明

治

七

年

分

と

し

て
、
「
蚕

卵

紙

七

六

枚
、

金

二

二
円

二

五
銭

…

…
一
コ
々
」

と

あ

る

。

明

治

一

八
年

の
共

進

会

に
繭

を

出

品

し

た
征

矢

代

五

郎

の
解

説

に

は

次

の
よ

う

に

あ

る

。

明

治
十
五
年
玉

無
ノ
種

へ
大
繭
種
ヲ
掛

ケ
合
ワ

セ
、
自
製
ノ
卵
紙
ニ

シ
テ
関
取
卜
名
称

ス
保
存
方
（

秋
風
起

ル
迄
冷
気
ナ

ル
所

二
提
ゲ
置
キ
降
雪

二
至
り
土
蔵
へ
入
レ
啓
塾
ノ
気

候

二
至

り
桐

ノ
箱

二
入

レ
寒
水

へ
浸
サ

ズ
成

ル
タ
ケ
土
壁
ヲ
離

シ
　
土
蔵
ノ
中
央

二
提
ゲ

置

キ
小
満
前
後
ヲ
以

ツ
テ
発
蚕
ヲ
注
意

ス
（
役
場
文
書
）

こ

の
年

の
繭

出

品

者

は
、

赤

羽

誠

作

、

赤

羽

只

雄

、

征

矢

代

五

郎
、

倉

田

三

郎

、

伊

藤

美

代

吉

の
五

名

で

あ

る
が

征

矢

代

五

郎

の
外

の
者

は
蚕

種

を

小

県

郡

芳

田

村

産

の
も

の

を
用

い

た
と

あ
る

。
明

治

一
九

年

の
村

内

特

有

物

産

表

に

は
蚕

卵

紙

コ

ー○

枚

金

四

八
円

一
枚

に

つ
き

金

四

〇

銭

と

あ

る

。

微

粒

子

病

の
予

防

な

ど

の

た

め
、

明

治

一
九

年

蚕

種

業

組

合

規

則

が

で

き

、

ま

た
、

産

繭

の
品

種

も

改

良

し

な

け

れ

ば
な

ら

め
状

勢

と

な

っ
た

。

蚕

種

製

造

技

術

が
次

第

に

高

度

化

し

、

一
戸

当

た

り

の
製

造

高

が

多

く

な

る

と

多

額

の
資

本

と

高

い
技

術

を
必

要

と

す

る

の
で

自

家

で

勝

手

に

蚕

種

を
製

造

す

る

こ

と

が

困

難

と

な

っ

た

。
次

に

掲

げ

る
蚕

種

製

造

人

も

明

治

二

〇

年

代

は

ほ
と

ん

ど
が

他

の
業

と

兼

業

で

あ

っ

た

。

印4
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乱 に 匹 謡 言　 ﾌﾟｼ
年年年年年年年年年　　年

閉

業

年

（
役
場
文
書
及
び
上
伊
那
蚕
種
業
史
）

な
お
明
治

三
五
年

か
ら
昭
和

二
一
年

ま
で

の
南
箕
輪
村

の
蚕
種
製
造
業
者
数

は

次

の
と
お
り
と
あ
る
。

表
６
－
4
4
　村
内
蚕
種
製
造
業
者
数

数 年 次

四
人

三明

五治
年

Ｏ
四同

一
年

一
一一

大
二正
年

○
同

六
年

一一

十同

一
年

一
一
一

昭

二和
年

一
一
一

同

七
年

一一

同

十
年

一
＋同

一
年 ．

Ｏ

以

後

な
し

（
上
伊
那
蚕
種
業
史
）

以

上

の
二

表

か

ら
も

察

知

で

き

る
よ

う

に

こ

の
蚕

種

製

造

と

い
う

事

業

は
な

か

な

か
困

難

で

長

く

続

く

業

者

は
少

な

か

っ

た
中

で

赤

羽

忠

三

は
大

正

四

年

一

代

交

雑

製

造

研

究

の

た

め
結

社

し

た

正

交

社

に

入
社

し

て
｛

代

交
雑

種

の

製

造

を

し

た
。
一
代
交
雑
種

は
片
親

の
虫
質
強
健
と

い
う
性
質
と
、
他
の
親
の
繭
質
良
好
等

の
両

親
の
長
所

を
有

す
る
の
で

現
代

で
は

一
代

交
雑
種
だ
け
が

飼
育

さ
れ
て

い

る
。

四
　

西
天
竜
の
開
田

‥［
］
　
西
天

竜
水

路

１
　

概
　
　
　

要

西
天

竜

水

路

は

、

諏

訪

湖

か

ら

流

れ

出

す
天

竜
川

の
肥

え

た

温

か

い
水

を
、

岡

谷
市

川

岸

か

ら

揚

水

し

て

、
辰

野

町

・
箕

輪

町

・
南

箕

輪

村

・
伊

那
市

の
天

竜

川

西

岸

の

地

籍

約

一

一

八
〇

ｈ

を

潤

し
、

小

沢

川

に

至

る

ま
で

の
約

二

六
1
1
に

お

よ

ぶ
濯

漑

用

水

路

で

あ

る

。
南

箕

輪

村

と
箕

輪

町

と

の
境

の
春

日

街

道

沿

い
に

、

巨

大

な
開

田

記

念

碑

が
建

立

さ

れ

て

い

る

。

そ

の
碑

文

に

、

こ

の
西

天

竜

開

発

事

業

の
概

要

が

よ

く

ま

と

め

ら

れ

て

い

る

の
で

そ

れ

を
掲

げ

る

。

鍾
水
豊
物
（
水
を
あ
っ
め
物

を
豊

か
に

す
）

上
伊

那
郡
西
天
竜
耕
地
整

理
記

念
碑

枢
密
顧
問
官
正

三
位
勲

一
等
　

伊
沢
多
喜
男
題
額

西
天

竜
耕
地
整

理
組
合
地
区

一
帯

ノ
地

べ

長
野
県
上
伊
那
郡
伊
那
富
村
、
中
箕
輪
村
、
南

箕
輪
村

、
西
箕
輪
村
、

並
ビ
ニ
伊

那
町

二
跨

り
南
北
四
里

二
亘

ル
海
抜
二
千
四
五
百

尺
ノ

台
地

テ

ビ
ア
地
形
概
ネ
平

坦
ナ
ル
モ
、
地
勢
上
殆
ド
水
利
ノ
便
ヲ
欠
キ
為

二
広
漠
ク
ル
林

野

、
荒
廃

セ
ル
桑
園
ソ
ノ
大
半
ヲ
占

メ
食
糧
自
給
ノ
策
立

タ
ザ
ル
コ
ト
既

二
久

シ
。
是

ヲ

以
テ
藩
政
時
代
以
来
先
覚
ノ
士

が
諏
訪
湖
ヨ
リ
疎
水

シ
テ
水
田
ヲ
開
拓
セ
ン
ト
欲

シ
タ
ル

コ
ト

ー
再

二
止

マ
ラ
ザ
リ

シ
モ
終
始
容
易
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
実
現

ヲ
見
ズ
シ
テ
空
シ
ク
数

十
年
ヲ
経

ク
リ
：
：
：
　（
中
略
）
…
…
関
係
官
庁
ノ
指
導

援
助

卜
組

合
員

ノ
協
和
精
励

、
組

っ
い

合
当
時
者
ノ
刻
苦
経
営
卜
（

克

ク
万
難
ヲ
排

シ
テ
竟

二
此
ノ
大

事
業

ヲ
完
成

ス
。

然

レ
ド
モ
創
業
ト
ト
モ
ニ
守
成
ノ
難
ア
几

水
利

暢
達
ノ
業

其
ノ
責
亦

後
人
ニ
ア
リ

。
而
　

％

シ
テ
其
ノ
恵
沢
ヲ
被

ム
ル
者
亦
後
人
ニ
ア
リ
。
後
人
其
レ
勤

メ
テ
而
シ
テ

勉

メ

ザ

ル

ペ
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図6-32　 錘水豊物の碑

ケ
ン
ヤ
。
因
リ
テ
其
ノ
概
要
ヲ
記
ス
ト
言
ウ
。

昭
和
十
九
年
十
月

仏
領
印
度
支
那
派
遣
特
命
全
権
大
使
顧
問
正
四
位
勲
三
等

木
下
　
信
撰

東
京
高
等
師
範
学
校
講
師
　
　
　
　
田
代
其
次
書

（
碑
の
原
文
の
ま
ま
文
字
は
新
字
体
に
な
お
す
）

こ

の
彿

の
石

は
仙

台
市

外

の
稲
井

村
か
ら
、
昭

和

二
（
年
に

七
千
円

で
求
め
た

大
石
で
、
長
さ
二
八
尺
、
幅

八
尺

、
厚
さ
二
尺
も
あ
る
。
当
時
は
戦
時
下

で
輸
送
が

困
難
で
あ

っ
た

の
言
局
遠
出
身

の
枢
密
顧
問
伊

沢
多
喜
男

の
力
添
え
に
よ

っ
て
よ

う
や

く
木
下

へ
鉄
道
輸
送

さ
れ
た
。
碑
面
に
は
昭
和
一
九
年
一
〇
月
と
記
さ
れ
て

い
る
が
、
や
は
り
太
平
洋
戦
争
で

の
び
の
び
に
な
り
よ
う
や
く
昭
和
二
五
年
一
〇

月
建

立
さ
れ
た
。

建
設
費
に

は
二
一
万
円

を

要

し
た
。
「
鍾
水
豊
物
」
は
「
水
を

鍾
め
て
物
を
豊
か
に
す
る
」
意
味
で
、
西
天
竜
に
ぴ
っ
た
り
の
と
こ
と
ば
で
あ

る
。
碑
文
は
木
下
信
の
撰
文
で
田
代
其
次
の
書
で
あ
る
。
西
天
竜
の
成
立
の
由
来

が
詳
細
に
記
さ

れ
た
碑
面
に
対
し
て
、
碑
陰
に
は
細

か
く
関
係
者
八
三
〇
余
名

の

氏
名
が
刻
ま
れ
、
そ
の
中
に
本
村
関
係
者
も
多
く
あ
る
。

２
　

西
天
竜
用
水
開
発
ま
で

経
ヶ
岳
山
筧

の
広
大
な
扇
状
台
地
上
に
水
を
引
こ
う
と
し
た
歴

史
は
す
で
に
江

戸
時
代

か
ら
始

ま
っ
て
い
る
。

資
料
に
残

さ
れ
た

限
り
で
み
て
も
す
で
に

文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
に

小
野
村

の
直

八
が
、

ま
た
、
安
政

三
年

（
一
八
五
六
）
に
は

高
遠
藩

の

伊
東
伝
兵
衛
が
高

遠
藩
領
地
内
に

の
み
伝
兵
衛
井

を
造

り
、

さ
ら
に
、
明
治
以
降
は
民
間
有
志
が
発

起
し

て
幾
度

か
開
発
計
画

を
立
て
、
そ

の
実
現
に
努
力
し
て

い
る
が
、
遂
に
成
功

を
見

る
に

至
ら
な
か
っ
た
。
し

か
し
、

そ
の
先
人

た
ち
の
努
力

の
跡

は
尊
敬
に
値

す
る
も
の
か

お
る
。
そ
の
詳
細

は
「
第
四
章
水

を
求

め
て
の
第

一
節
三
」
に
記
述

し
た
の
で
参
照

さ
れ
た

い
。

３
　

西
天
竜
用
水
路
の
開
発

国
　

西
天
竜
用
水
開
墾
期
成
同
盟
会

明
治
三
九
年
に
結
成
さ
れ
た
「
西
天

竜
用
水
路
開
館
期
成
同

盟
会
」

は
、
土
地

所
有
者

の
足
並
み
が
揃

わ
ず
数
年
間
膠
着
状
態
に
な

っ
て

い
た
。
と
こ
ろ
が
大
正

七
年

の
米
騒
動
に
み
る
米
価

の
高
騰
と
、
第
一
次
世
界

大
戦
の
教
訓
と
し
て
の
食

糧
確
保

の
要
請
か
ら
再
び
活
発
な
活
動
を
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

新
し

い
期
成
同
盟
会
は
、
前
同
盟
会
委
員

を
解
任
し
新
た
に
町
村

会
の
選
出
し

た
委
員
に
よ

っ
て
構
成
し
、
上
伊
那
郡
長
を
会
長
に
、
関
係
町
村
長
を
委
員
に
推

Ｊ

せ
ん
し
て
発
足
し
、
次

の
よ
う
な
活
動

を
始

め
た
。

関
係
町
村
長
及
び
委
員
へ
土
地
所
有
調
べ
作
成
を
依
頼
す
る
こ
と
。

当
用
水
路
関
係
区
域
土
地
所
有
者

の
同
意
書
を
徴
す
る
こ
と
。

同
意
証
書

西
天
竜
用
水
路
関
係
区
域
を
耕
地
整
理
地
区
に
編
入
し
本
県
耕
地
整
理
奨
励
規
程
に
よ

旦

父
付
さ
れ
た
る
設
計
書
及
び
規
約
に
基
づ
き
耕
地
整
理
組
合
設
立
に
同
意
を
表
す
る

た
め
左
に
記
名
捺
印
候
也

大
正

八
年
二
月

上
伊
那
郡
　
　

匹

番
地

6 ％



第 ５節　生産の発展

氏
　
　
　

名
図

こ

の
同

意

書
に

よ

っ
て
土

地

所

有

者

の
総

数

の
二

分

の

一
以

上

、
所

有

す

る
土

地

の
三

分

の
二
以

上

の
同

意

が

、

耕
地

整

理
組

合

成

立

の
必

要

条

件

に

な

っ
て

お

り
、

同

意

証

書

の
確

保

に

は

各
区

委
員

が
当

た

っ

た

が
、

こ

の
同

意

証

言

は
後

年

事

業

施

行

上

の
有

力

な

意

志

表
示

書

類

と

し

て

重

要

な

意

味

を

持

っ

た

の
で

あ

る

。大

正

八
年

四

月

に

は
開

墾

助

成

法

が
公

布

さ

れ

、
同

年

五
月

に

は
同

盟

会

の
要

請

に
基

づ

き
県

の
測

量

設

計

調

査

が

始

め

ら

れ

、

コ

ーハ

日

の
日

数

を

費

し

て

そ

れ

が
完

了

し

た

。

さ

ら

に

、
西

天

竜

開

館

事

業

を
組

合

事

業

と
し

て

施

行

す

る

場

合

県

費

の
助

成

を

得

る

た

め

、

堀
江

会

長

外

数

名

が
出

県

し

て

知

事

に

要

請

を

し

た

。
こ

の
よ

う

に
、

着

々

と
耕

地

整

理

組
合

へ
向

け

て
準

備

が

進

め

ら

れ

た

の
で

あ

る

。

一

方

、

一

一

月

九

日

に

は
県

参

事

会
員

黒

河

内

一
太

郎
外

四

名

が
同

ニ

ー
～

二

二

日

に

は

赤

星

県

知

事

が
取

入

れ

口

よ

り
、

放

水

点

の
小

沢

川

ま

で

の
実

地

踏

査

を

行

な

っ
て

、

そ

の
準

備

は

整

え

ら

れ

て

い

っ
た

。

②
　

西

天

竜

耕

地

整

理

組

合

の

設

立

大

正

八
年

一

一
月

二

五

日

、

西

天

竜

耕

地

整

理

組

合

設

立

認
可

の

申

請

が

次

の

よ

う
に

行

な

わ

れ

た

。

耕

地
整

理
組
合
設

立
認
可
申
請
書

今
般
上
伊
那
郡
伊

那
富
村
外
四

か
村
に

於
て
、
耕
地
整
理
組
合
設

立
致
し
度
く
候
条
耕

地
整
理
法
に
拠
り
御
認
可

相
成
り
度
く
設
計
書

、
規
約

並
び
に
耕
地
整
理
法
施
行
規
則

第
四
十
四
条

の
事
項
を
具
し
大
正

二
年
長

野
県
令
第
拾
壱
号
に

よ
り
左
記
事
項
を
併
記

し
此

の
段
申
請
候
也

大
正
八
年
十
一
月
二
五
日

伊
那
富
村
中
箕

輪
村
南
箕
輪

村
伊

那
町
代

表
各
二
名
連
署

南
箕
輪
代

表
　
征
矢
友
三
郎

高
水
　

正
直

長
野
県
知
事
赤
星
典
太
殿

記
　

（
略
）

こ

の

申

請

は

一

一

月

二

七
日

、
県

知

事

よ

り
認

可

さ

れ

た
。

こ

う
し

て

、

二

一

月

四
日

耕

地

整

理
組

合

の

創

立
総

会

が

も

た

れ
、

次

の

目

的

を
持

っ
て

発

足

し

た

。
二

導

水
路
を
開
盤
し
、
天
流
川

の
流
水
を
分
水
し
之
を
地
区
内
に
誘
致
し
濯
漑
を
行

な
う
こ
と

二
、
開
墾
、
地
目
変
換
、
其
の
他
区
画
形

質
の
変
更

三
、
上
記

の
事
業
を
施
行
し
、
養
蚕
偏
重
の
農
業
経
営

を
改
め
、
米

の
増

産
を
図

り
組

合
員

の
経
済
を
安
定
せ
し
め
、
引

い
て
は
国
家
の
政
策
に
寄
与
せ
ん
と
す
る
も
の

で

あ
る
。

組

合

発

足

に

当

た

っ
て

、

組

合

員

数

一

五

七
〇

人

の

う

ち

、

同

意

証

書

を

提

出

し

た
組

合

員

は

一
三

六

五

人
で

あ

っ

た

。

以

下

、

耕

地

整

理

組

合

に

よ

る
西

天

竜

完
成

と

そ

の
後

の
事

件

、

改

修

等

主

要

事
項

を

年

表

的

に
表

記

す

る

こ

と
に

す

る

。

大　　　　　　　　　　　　 明
正　　　　　　　　　　　　 治

四　　四　　四　　　三
二　　　 五　 一　 〇　　 九

年　　　 年　 年　 年　　 年
一

一　　 七 六　 九　 二　　 一

月　　　　月　月　　月　　月　　　　月
一　 一
一一　 一
〇　 六日　　日

年

月

日

指省上 懇に地 長 予 天 六郡 三議西
示 に京 調つ区 野 算竜 円費 百 し天
をてし 査い内 県 設川 議臨 円て竜
受 市農 委 て有 は 計疎 決時 寄 天関
け町商 員県志 基 書水 さ土 附竜係
村`務 会 の五 本 が工 れ木 し用五

援課省 を技○ 調 完 事 る費　 水`か
助長 に 組手余 査 成計　 凭 測 路町

をにて 織 か名 事　 画゚　 し 量期村
依面耕 すら郡 務　 説　 て 設成 の
頼談地 る詳役 所　 明　　｀ 註同有
すし課　 細゚所 を　 書　 測 等盟志
る 長`　 なに 開　　｀　量 郡 会を
開゚ ｀　 説参 設　 同　 設 にを郡
懇農　 明集 し　 工　 計 依組農
事務　 をし　｀　 事　 の 頼織会
業局　 受 ｀ 調　 仕　 た すすに
に長　 け水 査　 様　 め るる集
つ ｀　 る路 完　 書　 －　 ゜ め゚
い内　　 開゚ 了　　 ｀　 八　 郡 ｀
て務　 開墾　゜　同　 六　 へ協

摘

要

印7
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大
正
　

七
年
　

八
月

七
年
　

九
月
　

四
日

七
年
一
〇
月
一
四
日

八
年
　

二
月

八
年
　

四
月

八
年
一
一
月

八
年

二

月
二

五
日

八
年

一
一
月
二

七
日

八
年

コ

ー月
一

七
日

九
年

一
〇
月

一
一
年
一
〇
月

一
四
年
　

六
月

一
五
年
　

八
月

昭
和
　

二
年
一
一
月

三
年
　

二
月

三
年
一
〇
月

三
年
一
一
月

三
年
一
一
月
　

八
日

四
年
　

六
月

農
商
務
省
技
手
三
名
来
郡
し
、
諏
訪
湖
流
量
、
西
天
地

区

の
現
況
調
査
。

関
係
町
村
長
、
有
志
数
十
名
、
幹
線
水
路
予
定
地
を
踏

査
。
期
成
同
盟
会
に
開
墾
調
査
委
員
会
を
発
展
的
に
吸

収
し
新
委
員
を
選
出
す
る
。

西
天
竜
用
水
路
開
繋
期
成
同
盟
会
規
約
を
制
定
。
経
費

収
支
予
算
決
定
。

農
商
務
省
か
ら
長

野
県

上
伊

那
郡
西
天
竜
土
地
利
用
計

画

書
が
発
行

さ
れ
る
。

国

会
に
於
い
て
開

墾
助
成

法
が
制
定

さ
れ
る
。

農
商

務
省
課
長
、
県
知
事
等
相
続

い
て
川
岸
取
入

れ
口

か
ら
小
沢
川

ま
で
を
実
地
踏
査

す
る
。

西
天
竜
耕
地
整
理
組
合
設

立
認
可
申
請
を
本
県
知
事
に

提
出

。

赤

星
典
太
県
知
事

か
ら
組
合
設
立

の
認
可
を
受
け

る
。

コ

ー月
四
日
創
立
総
会
。

県
会
に
お

い
て
西
天
竜
用
水
路
費
補
助
金
九
二
万
二
六

四

七
円

の
大
予
算
が
満
場
一
致
を
も

っ
て
可

決
せ
ら
れ

る
。

上
伊
那
郡
役
所
内
に
お
い
て
事
務
を
始
め
る
。

辰
野
公
園
に
お
い
て
起
工
式
を
挙
ぐ
。
一
一
月
幹
線
導

水
路
工
事
に
着
手
。

第
一
期
工
事
竣
工
す
る
。
（
川

岸

の

取
入

れ
口

か
ら
宮

所
の
サ
イ
フ
ォ
ン
出

口
ま
で
）
組

合
事
業

第
二
期
工
事
竣

工
。
（
宮
所

か
ら

北
大
出

の

北
沢
川

ま

ご

組
合

事
業

第

三
期
工

中
箕
輪

・

開
田
工
事
始

ま
る
。
（

第
四
期
工

村
界

か
ら

と
し
て

竣
工

。
（
北
大
出

か
ら

ま
で
）

り

｝価

二

五

と

し

て

円

Ｏ
Ｕ

）

竣
工
。
（
南
箕
輪
村
北

第
五
期
工
事
県
営
事
業
と
し
て
竣
工
（
沢
尻
か
ら
小
沢

川
終
点
ま
で
）

い成川 三段 こ
ど 岸 円
な用の 七
り水取 五

。
村
人
み
な
幹
線
水

う
。
或
は
水
に
と
び

典
は
小
沢
放
水
路
階

ら
行
な
う
。（
米
価
二

入
れ
口
の
頭
首
工
（

ロ
ー
リ
ン
グ
ダ

ム
）
完

不
足

の
た
め
中
箕
輪
を
境
に
上
下

流
で
水
争

、
時
間
給
水
制
に
改
め

る
。
幹
線
導
水
路
欠

五

年

六

年

八

年

一
〇

年

コ
二
年

一
五
年
　

四
月
二

八
日

一

七
年

二
五
年
一
〇
月
二
三
日

二
五
年

二

万
　

二
日

二
一
年
～
三
三
年

三
五
年
　

六
月

三
六
年

二

万

壊
。
（
米

価
二
三
円
○
銭
）

米
価
暴
落

の
た
め
財
政
計
画

の
立
て
直
し
を
行

な
う
。

石
当

り
（
米
価

一
五
円
○
銭
）
幹
線
水

路
欠
壊

。

諏
訪
湖
沿

岸
地
区
民

と
の
間
に
水
量
に

つ

い

て

の

争

諏
訪
湖
沿

岸
地
区
民

と
の
間
に

議

。
鈴
木
県
知

事
仲
裁

。

開
田
以
来

の
大
豊
作

と
な
る
。
（
米
価
一
九
円
○
銭
）

代
掻
期
に

一
か
月

の

大
渇
水

。

そ

の
後
長
梅
雨
。
（
米

価
二
五
円
○
銭
）

幹
線
水
路
欠
壊
。

西
天
竜
耕
地
整
理
事
務
所
に

お

い
て

竣
工
祝
賀
式
挙

行
。

幹
線
水
路
欠
壊
。

鍾
水
豊
物

の
記
念
碑
建
立
。
除
幕
式
。
関

係
物
故

者
法

要
。

西
天

竜
土
地
改
良
区
と
な
り
組
織
を
変
更

し
、
総
会
を

行
な
う
。

県
営
に
よ
り
幹
線
導

水
路
の
改

修
工

事
。

県

議
会
に
お
い
て
、
県
営
西
天
竜
発
電
所
計
画

が
承
認

さ
れ
る
。
幹

線
水

路
大
改

修
工

事
。

発
電
所
竣
工

し
発
電
開
始

。

≒
　

南
箕
輪
に
お
け
る
西
天

竜
の

開
発

１
　

開
田
の

経
過

南
箕
輪
村
地
籍
の
幹

線
導

水
路
工

事
は
、
昭
和
三
年
二
月
起
工
し
、
同
年

の
一

〇
月
竣
工
し

た
。
そ
の
長
さ
一
里
一
五
丁

五
〇
間

（
五
六
五
四
ｍ

）、
中
箕
輪
村

と

南
箕
輪
村
の
村
界

か
ら
沢
尻

の
放
水
路
ま
で
の
区
間
で
第
四
期
工
事
と
し

て
行

な

わ
れ
た
。
飛

島
土
木

株
式
会
社

が
、
二
四
万

九
四

六
三
円
五

一
銭
で
請
け
負

っ
て

い
る

。

南
箕
輪
村
地
区

で
は
幹
線
導
水
路
工

事
よ
り
も
一
年
早

い
昭
和
二
年

か
ら
開
田

工
事
が
始

め
ら
れ
て

い
る

。

大
泉
区

の

整
地
工

事
請
負
契

約
書
（
昭
和
二
年
）
に

よ
る
と
、
開
田
計
画

の
年
次
割
に
従

っ
て
、
関
係
地
域

に
道
・
水
路
お
よ
び
各
筆

ご
と
に
杭
打
ち
を
し
、
地
上
物
は
土
地
所
有
者
が
取

り

去
る

こ

と

に
な
っ
て

い

卵8
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表
６
－
4
5
　
昭
和
二
年
開
田
工
事
概
要
（
大
泉
分
）

計

一 一
一 ○ 九 四 二 一

ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ

其　 旧　 旧　 道　 開　 開

他　 畑　 田　　　 畑　 田

整　 整　 整　 路　 整　 整

理 理 理 工 地 理
工 工 工　　 工 工

事 事 事 事 事 事

工

事

種

類

召 一　一元 ｕ ＝ 只 毛筆

義

一　　　 一 一
套 べ ７ 反一 八 天反

｀　三　七＾ 式　七　九セ冥　冨　Ξ 歩言間Ξ 冥歩

延面
長積

及
び

-
一
六
一

一一

ﾌﾞむ

に召

一

四 一 一 ご八 八 三 三円

っ っ 言 呂 杢 哉銭

額請
負

い
金

三円

契銭

平
均

単
価

一
一一豊

Ξ

ミ　 九
⊇　 四
一べ　 二 入

つ　 つ
つ　 つ

役
外い上

数供金記

給額請
夫以負

備

考

る
。
そ
し
て
、
各
部
落
ご
と
に
開
田
組
合
が
作
ら
れ
、
道
・
水
路
の
作
成
か
ら
開

田
整
地
工
事
一
切
が
そ
の
組
合
の
請
負
い
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
前
記
契
約

書
に
よ
る
と
、
大
泉
の
場
合
は
表
6
1
4
5の
よ
う
で
あ
る
。

表
６－
4
6
　開
田
工
事
の
年
次
別
面
積
（
大
泉
）

夫
役
供
給
の
方
法

は
、

請
負
人

は
工
事
に
必
要

な
夫
役

を
確
実
に
提
供
す
る
た

め
五
日
前
に
組
合

に
申
し
出

す
。
施
行
期
限

は
昭
和
三
年

一
〇
月
「

日

か
ら
同

四

年
四
月
三
〇

日
ま
で
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
西
天
竜
耕
地
整
理
組
合
整
地
工

事
請
負
規
則
と
工
事
仕
様
書
に
則
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

大
泉
川
左
岸

の
四
町
一
反

歩
は
耕
土
が
少
な
く
、
心
土

が
砂
傑
ば
か
り
で
あ
る

の
で
、
特
別
地
盤
練
工
事
区
に
指
定
さ
れ
た
。
床
土
三
寸
（
約
九
セ
ン
チ
）
を
搬
入

し
て
傑
三
分
を
混
入
し
て
、
充
分
揚
き
固
め
、
耕
土
は
二
寸
（
約
六
セ
ン
チ
）
の
厚

さ
に
客
土
し
、
畦
畔
は
漏
水
の
な

い
よ
う
入
念
に
築
き
上

げ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。開

田
は
西
天
地
区
全
域
で
は
次

の
よ
う
に
施
行
さ
れ
た
。

第
一
区
　
伊
那
富
村
地
籍
　
　
第
二
区
　
中
箕
輪
村
地
籍

第
三
区
　
南
箕
輪
村
地
籍
　
　
第
四
区
　
伊
那
町
地
籍

こ
の
表
に

よ
っ
て
れ
れ
ば
、
南
箕
輪
村
は
第
三
区
で
あ
る
が
西
天

竜

地

区

全

域

の
四

六
・
六
％

の
地
籍

を
占

め
て
い
る
の
で
、
西
天
竜
用
水

の
影
響
を
極

め
て

（
単
位
　
反
歩
）

計
第 第 第 第

四 三 二 一
区 区 区 区 緋

-
ゝ

六
七
つ

ゝ
八
一
八

奘 盗冥
○ 四 有
言 言 公反
一 一 一三 七 八

昭
和

２
年

一一

五
只

一一
一
三

一
ゝ

一 四 七 一

衣 三 九 二
八 〇 一 七

ゝ　 ゝ　 ゝ　 ゝ
四 九 一 七
つ ‾， つ 一
三 四 一 五

３
年

一
一
七八
兌

二 五 こ

八 六 六 六
四　 四 七 二
ゝ　

・　 ゝ　 ゝ

皿 八 三
一

つ つ 二　 ‾
，

五 七 八 九

４
年

一
一

口
回
一一

さ
一一

三 八 六 一
五 七

三 七

七丿 七 六=

ゝ　
ｘ　 ゝ　 ゝ

三 ○ 八 三
二 つ 二　 二
六 ‾-　rｧｑ ﾌｔ゚

５
年

さ一元

二

八

三 ‾，

六 三 〇 ‾
，

八 八 笠 七
ゝ　 ゝ　 ゝ　 ゝ

八 三 四 二
つ つ 一 二

丿ｋﾉ 入 つ 二

６
年

一

一
一
ﾉﾍ一一一

畳

一 六　 三
四 一 七 三
七 〇 〇 四
ゝ　 ゝ　 ゝ　 ゝ

四 八 七 五
一 一二 つ 二
五 六 三 一

７

年

七
一七

一
一一

一 一

三 こ
四 こ 一
六 四 五
ゝ　 ゝ　 ゝ

六
万 八

一 一 一
一 一 一
八 三 〇 〇

８
年

三
一
六

一
一
一
六

一 一

三 〇 有 一
七 五 六 六
ゝ　 ゝ　 ゝ　 ゝ一 八 八 三

‾一 一 一 つ
八 七 〇 一

９
年

究

／戈
ゝ三

六

一=

べ ／父 一 正£
一 九 八 九

ゝ　 ゝ　 ゝ　 ゝ
一 五 七 〇
〇 〇 一 〇
三 六 七 〇

10
年

衣
八
八
ゝ

こ
一
一gg

一 一

三
二 届 九

三 ○ 八 六

ゝ　 ゝ　 ゝ　 ゝ
口 一 一 一
ご 二 石 つ

四 八 八 四

11
年

賀

回

= 一

ﾖ 七 一 四
七

二 戎O

ゝ　 ゝ　 ゝ　 ゝ
二 二 一7
一 一 一=
九 一， 八 〇

12
年

mj
八

匹
一
六

一=

三 九 五 一
ゝ　 ゝ　 ゝ　 ゝ

つ 二 一 ごつ つ 一 己

○ ○ 四 ゴ

13
年

一

一

乙

一一一へ

区 詞
一

六

一 五 四
ゝ　 ゝ　 ゝ

二 五 三 八
つXJ つ

W 、 匹4 六 二
ゝ　 ゝ　 ゝ　 ゝ

一 三 ﾌﾞ 七
つ つ ‾， 一
九 六 〇-

反 計

畝
歩

一 四 三

〇 六 六 六
●　 者　 ●　 ●

一 六 五 八

雅

比の

表
6
1
4
7
　大
正
一
一
年
以
降
の
玄
米
庭
先
相
場
調

正

一

一
円
　

銭

二

五
、

〇

〇

コ

ー年

三
〇
、
〇

口

一
年

二

七

、

一
四

年

一

五
年

三
〇

昭

和
二
年

二
五
、
〇
〔

三
年

⊇

二
、
七
五

四
年

三

二
、
〇
〇

五
年

一
五
、
〇
〇

（

石
当

た

り
）

六
年

一
五
、
〇

七

年

一
八

、

五

八

年

一
九

、

〇

九
年

二
四
、
〇
〇

一
〇
年

二
五
〇
〇

6 卯
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強

く
受
け
て

い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
昭
和
三
年
に
は
驚
く
ほ
ど
の
面
積
が
開
田

さ

れ
、

こ
の
一
年
で
第
三
区

全
域

の
二
五
％

も
が
竣
工
さ

れ
昭
和
五
年
ま
で
の
四
年

間

に
六
二
％

が
完
成
し
て

い
る
。
南
箕
輪
の
村
人
が

い
か
に
水
を
待
ち
望
み
、
水

ｍ

に
な
る
こ
と
に
念
願

を
か
け
て

い
た

か
が
よ
く

わ
か
る
の
で
あ
る
。

し

か
し
、
開
田
工
事
が
始
め
ら
れ
る
と
、
時
を
同
じ
う
し
て
米
価
が
暴
落
し
繭

価
が
高
く
な
る
と

い
う
農
家
経
済
の
大
変
動
に
会
う
こ
と
に
な
っ
た
。
（
桑
反
収
二

八
〇
貫
と
し
、
そ
の
価
八
四
円
○
○
銭
）
（
昭
和
四
年
）

そ
の
た
め
、
開
田

延
期
、
負
担
軽
減
等
の
運
動

が
各
地
区

か
ら
起
こ
り
、

一
時

は
開
田
工

事
が
進
ま
ぬ
よ
う
に
な
り
は
し
な
い
か
と
心
配

さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
開

田

し
た
第
一
年
次
の
稲
作
の
成
績
が
ま
こ
と
に
良
好

で
、

全
国
平
均

で
反
収
約

二

石

弱
（
米
五
俵
弱
）
の
収
量

と
い
う

年

な
の
に
、

西
天
開
田

で
は

反
当

二
石

九
斗

采

七
俵
一
斗
）
の
成
績

を
挙
げ

た
の
で
、
前
途
に
明

る
い
見

と
お
し

が
つ
い
た
。

そ
の
後
、
連

年
の
農
村
不
況
、

特
に
養
蚕
不

振
の
た
め
、
農
家

の
現
金
収
入

は
た

い
へ
ん

少
な
く
な
っ
た
。

そ
の
た
め

開
田
工
事
で

一
日
一

二
時
間
以
上
も
働

い

て
、

そ
の
賃

金
が
上

人
足
五
〇
銭
（
組
合
の
見
積
り
は
三
〇
～
四
〇
銭
）
に
も
な
り
、

結

構
不
況
対
策
に
も

な
っ
て
、
朝
早

く
か
ら
夜

お
そ

く
ま
で
、

つ
め
て
仕
事

を
し

た
。開

ｍ

期
間
中

は
労
賃

の
変
動
が

あ
っ
た
り
、
土
地

の
高
低
や
木

の
株

の
大
き
さ

や
地
質
な

ど
に
よ

っ
て
、
反
当

の
工
事
費
は
厳
密
に
は
計
算
で
き
な

い
が
、
田

一

反

歩
に
お
よ
そ
延
人
夫
一
〇
〇
工

と
さ
れ
て

い
た
。
一
反

歩
当
た
り
、
幹

線
水
路

費
・
道
水
路
費
・
開
田

費
等
を
含
ん
だ
総
工

費
は

１
０
０
０
円

と
査
定
さ
れ
て
お

り
、

そ
の
う
ち
土
地
所
有

者
の
負
担
金
は
六
五
〇
円

で
、

残
旦

二
五
〇
円

は
県

お

よ
び
国
庫

の
助
成
金
に

よ
っ
た
も

の
で

あ
る
。
で

あ
る
か
ら
村
人

は
、
自
分

の
田

は
、
自
分

の
手
で

と
意
気
込

ん
で
開
田

の
仕
事
に
従
事
し

た
。

２
　

開
田
工
事
の
方
法
と
苦
労

巾

水

田

の

形

水
田

の
区
画

は

南
北
に

三
〇
間
（
五
四
・
六
五
ｍ

）
東
西

に

Ｉ
〇

聞
（
一
八
・
二

ｍ
）
の
一
反
歩
（
一
〇
ａ
）
を

基
準

に
し
て

杭
打
ち
が
さ
れ
た
。

幹

線
水
路
か
ら

東
に
、
平
均
し
て
一
枚

の
水
田

ご
と
に
約
〇
・
七
五
ｍ

の
標
高
差
で
作
ら
れ
る
。

工
事
は
そ

の
設
計
書
に
よ
り
、
県
の
監
査
員
と
耕
地
整
理
組
合

の
係
員

の
指
揮
に

よ

っ
て
な

さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て

い
た
。
工

事
用

の
杭

は
多
少
に

か
か
わ
ら
ず
移

動
し
て
は
な
ら

な
い
こ
と
が
厳
重
に
注
意
さ
れ
た
。

②
　

開
田
整
地
工
事
の
施
行

開
田
工

事
に
関

す
る

方
法
や
順

序
も

工
事
仕
様
書

に
よ

っ
て

定

め
ら

れ
て

い

る
。
そ
の
順

序
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

○
抜
根
荒
起
し
並
び
に
榛
石
除
去

○
表
土
刎
ね
退
け

○
土
羽
打

ち

○
畦

畔
築
き
立
て

○
地

盤
練

り
、
敷
藁
散
布

○
表
土
掻
均
し

○
雑
工

ア
　

抜
根
荒
起
し

並
び
に
篠
石
除
去

工
事
に
着
手

す
る
に
当

た
っ
て
、
予

め
設
置
し
て
あ
る

標
杭

（
基
準
杭
）
に

よ

っ
て
各
水
田

の
水
杭
を
打
ち
、
そ

の
田

の
計
画
さ
れ
た
水
田

面
の
高
さ
を
決
め
て

監
督
員

の
検
査
を
受
け
る

。
そ
の
後
抜
根
や
石

の
取
除
き

を
行

な
う

の
で
あ
る

。畑

地

を
水
田
に
す
る

の
は
桑

の
抜
根
等
で
比
較
的
容
易
で
あ
り
、

抜
根
器

（
三
ツ
又

に
な
っ
た
支
柱
の
下
に

滑
車
を
つ
け
、

根
に
チ
ェ
ー
ン
を
巻
い
た
り
鈎
を
か
け
た
り
し
て

滑
車
の
原
理
に
よ
り
根
を
上
に
引
き
抜
く
器
械
）
で
も
唐
鍬

で
も
で
き
た
。
し

か
し
、

山
林
を
開
田

す
る
場
合
、
大
木

の
株
に
当

た
る
と
非
常

な
苦
労

を
し

た
も

の
で

あ

る
。
大
型
機
械

が
な
く
、

ほ
と
ん
ど
手
作
業
で

あ
る
。
唐
鍬
や

つ
る
は
し
、

の
こ

ぎ
り
な
ど
で
掘

り
と

ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
入
念
に
掘
り
取
ら
な
く
て
は
水
持

ち

が
悪

い
と

い
う
こ
と
で
検
査
が
受

か
ら
な

い
の
で
、
手
に

マ
メ
を
作
り
な
が
ら

7 卯
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図6-33　 伐採後開田前の状態

取

り
除

い
た
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
埋
め
土

の
方

で
、

水
田
計

画
面

よ
り
二
尺

宍

Ｏ
ｍ
）
よ
り

深

い
も
の
は
そ
の
ま
ま
埋
め
て

も

よ
い
と

い
う
規
定

が
あ
る
の

で
、

そ
ん
な
場
合

は
み

な
で
大

い
に
喜

ん
だ
も

の
で

あ
る
。

イ
　

表
土

刎
退
け

抜
根
や
石

の
取

り
除
き
が
終

わ
る
と
、
水
田
基
準
面

の
丁
張

り
に
基
づ

い
て
表
土
置
場
を
作

る
。
表
土
置
場
け
一
反
歩
で
六

〇
坪
（
約
二
ａ
）
の
面
積
と
決

め

ら
れ
て

い
る
。
た

い
が

い
二
〇

坪
の
面
積
の
玉
置
場

を
、
田

の
中

央
に
三

か
所
作

っ
た
も
の
で
あ
る
。
玉

置
場
け
表
土
を
置

く
前
に
よ
く
床

締
め
を
し
、
藁

を
厚

く

敷

い
て
お
く
。

表
土
は
よ

い
玉

を
六
寸
（
約
一
八
ｍ
）
以
上

刎
ね
除
け

て

雑
物

を

取
り
除
き
、
土
置
場
に
積
み
重
ね
る
。
そ
の
量
は
一
反

歩
に
対
し
て
、
三
〇

立
方

坪
（
約
一
八
〇
ｊ
）
以

上
と
決
め
ら
れ
た
。

機
械
力
の
ほ
と
ん
ど
な
い
当
時
は
、
み
な
巻
に
よ
っ
て
人
の
肩
で
か
つ
い
で
積

み
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
着
て
い
る
（

ツ
ピ
の
肩
は
す
り
切
れ
、
肩
か
ら
は

血
が
出
、
や
が
て
タ
コ
が
当
た
る
と
い
う
苦
労
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
番
も
ま
た

自
分
で
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
一
日
働
い
て
疲
れ
た
か
ら
だ
で
、
夜

な
べ
に
藁
縄
を
手
で
な
い
、
そ
れ
で
奏
を
作
っ
て
は
翌
日
使
っ
た
も
の
で
あ
る
。

奏
は
二
人
で
か
つ
ぐ
の
で
、
気
の
合
っ
た
人
で
な
い
と
無
駄
な
力
が
か
か
っ
て
う

ま
く
い
か
な
か
っ
た
。

ウ
　
土
羽

打

ち

西天竜開田工事（ 畦畔も出来 て

中央 の盛土は耕地 である）

34図6

西
天

地
区

は
西

か
ら
東
へ

か
け
て
ゆ
る
や

か
な
傾
斜
地

が
一
般
で
あ
る
。
し

た
が
っ

て
ほ
と
ん
ど
の
水
田

は
土

手

を
必
要

と
し
、

そ
の
土

手
は

切
土

か
盛
土

を
し

て
作

ら
れ

る
。
切
土

盛
土

の
法

勾
配

は

一
割
と
し
、

盛
土

の
場
合

は

水
持

ち
を
よ
く
す
る
た
め
、

下

か
ら
亀
石

か
千
本
鴇

か
蛸

で
畦
畔

の
と

こ
ろ
ま
で
入

念

に
橋
き
固

め
、
高

さ
一
尺

ご

と
に
筋
芝

を
植
え
込

ん
で
、

そ
れ
を
斜
め
に
上
か
ら
土
羽

打
ち
を
し
て
仕
上

げ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
厚

い

重

い
板
に
柄
を

つ
け
た
も
の
で
入
念
に
土
羽
打
ち
が
実
行

さ
れ
た
。

エ
　

畦
畔

築
き
立
て

畦
畔
は
粘
土
質
の
土
で
八
寸
の
高
さ
に
鴇
き
固
め
て
盛
り
上
げ
る
。
天
端
（
頂

幅
）
は
一
尺
八
寸
（
五
五
ｍ
）
と
し
、
耳
芝
を
植
え
付
け
た
。
畦
畔
が
で
き
あ
が
る

と
大
よ
そ

の
田

の
形

が
で
き
あ
が
る

の
で
あ
る

。

オ
　

地

盤

練

り

地
盤
練
り
は
床
締

め
と
も

い
う

。

ま
ず
床
三
寸
（
九
ｍ
）

を
掘
り
起
こ
し
て
か

ら
濯
水
し
て
、
地
盤

の
高
低
や
凹

凸
を
整
正
す
る

。
そ

の
後
鍬
や
万
能
鍬
そ
の
他

の
も

の
を
使

っ
て
土
を
攬
絆
し
て
練
り
上
げ
る

。
そ
し
て
適
当
に
乾
燥
し
た
と
こ

ろ
で
、
馬

を
何
頭

か
つ
な

い
で
ぐ

る
ぐ

る
と
歩

か

せ

る

か
、

口
土

フ
ー
を
引

く

か
、
あ

る
い
は
四
輪

ま
た
は
二
輪

の
荷
馬
車

を
馬
に

つ
け
て
ぐ

る
ぐ

る
と
引

か
せ

た
り
、
ま
た
は
蛸
（
太
い
丸
太
に
四
つ
の
持
つ
と
こ
ろ
を
つ
け
た
蛸
の
よ
う
な
形
を
し
た

701
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図6-35　 開田床 練りの状況（四輪荷馬車

を引き回 わしている）

も
の
）

亀
石
（
丸
く
平
た
い
重
い

石
の
ま
わ
り
に
溝

を

掘
っ
て
針
金

を
巻
き
、
そ
れ
か
ら

引
縄
を
出
し

た
亀
の
よ
う
な
形

を
し
た
も
言

な
ど
適
当

な
も
の
を
使

っ
て
、

隅
々
ま
で
て
い
ね

い

に

橋

き

固

め
た
。
（
後
に
な

っ
て

ト
ラ
ク

タ
ー
が
、

湧
水
で

保
水
力
の
な
い

田
の
床
締
め
に

使
用

さ

れ

た
）
。

水

が
な
い
と
こ
ろ
へ
水

を
引

く

の
で
あ
る
か
ら
、

一
滴
も
漏

ら

し

て
は
な
ら
な
い
と
、
農
民

は

み

な
ま
じ
め
に

こ
の
作
業

を
し

た
。
こ
の
作
業
が
終
わ
る
と
潅
水
し
て
、
保
水
検
査
を
受
け
た
。
同
時
に
地
盤
の

高
低
に
つ
い
て
も
検
査
さ
れ
た
。

力
　
表
土
掻
均
し

地
盤
が
固
め
ら
れ
る
と
、
そ
の
上
に
敷
藁
を
な
る
べ
く
厚
く
敷
い
た
。
水
田
の

少
な
い
土
地
柄
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
藁
は
他
所
か
ら
共
同
購
入
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
床
上
と
表
土
と
が
田
起
こ
し
の
時
す
ぐ
離
れ
る
よ
う
に
敷
藁
を
し

た
も
の
で
あ
る
。
敷
藁
を
し
た
上
へ
、
積
み
上
げ
て
あ
る
表
土
を
拡
げ
て
、
田
の

全
面
に
均
一
な
厚
さ
に
な
る
よ
う
に
す
る
。
こ
の
時
も
ま
た
積
み
上
げ

た
上

を

奏
に
入
れ
て
、
田
の
全
面
に
か
つ
い
で
配
る
の
で
あ
る
。
表
土
を
積
み
上
げ
た
時

と
同
じ
よ
う
に
、
着
る
も
の
の
肩
は
す
り
切
れ
、
皮
が
破
れ
て
血
が
に
じ
ん
だ
も

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
苦
し
い
作
業
で
も
、
折
か
ら
の
農
村
不
況
に
よ
っ
て
他
所
か
ら
稼

ぎ
に
来
る
人
た
ち
が
多
か
っ
た
。
伊
那
里
村
や
美
和
村
か
ら
青
年
衆
が
大
世
い
働

き
に
来
た
が
、
苦
し
い
労
働
に
耐
え
き
れ
な
く
て
、
一
人
帰
り
二
人
帰
り
し
て
、

間
も
な
く
み
な
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。
東
筑
や
木
曽
か
ら
も
来
た
人
が
あ
っ
た
が
、

そ
れ
も
長
続
き
し
な
か
っ
た
。
朝
鮮
の
人
た
ち
も
働
き
に
来
た
が
、
こ
の
人
た
ち

は
よ
く
苦
し
み
に
耐
え
粗
食
に
耐
え
て
が
ん
ば
っ
て
い
た
。
寒
い
冬
も
掘
立
小
屋

の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
暮
ら
し
て
い
た
。
故
郷
へ
送
金
で
も
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
中
に
は
厳
し
い
労
働
に
耐
え
ぬ
い
て
、
南
箕
輪
に
定
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た

人
も
い
る
。
と
に
も
角
に
も
村
人
は
そ
の
き
つ
い
労
働
に
耐
え
な
け
れ
ば
開
田
が

で
き
な
か
っ
た
。
自
分
の
田
に
な
る
の
だ
か
ら
と
い
う
意
欲
だ
け
が
そ
の
苦
し
み

に
耐
え
さ
せ
て
く
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
豊
か
に
波
う
つ
稲
穂
を
夢
見
な
が
ら
そ

の
念
願
の
ゆ
え
に
開
田
作
業
は
進
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。

表
土
が
犬
よ
そ
均
ら
し
終
わ
る
と
、
表
土
置
場
の
地
盤
（
床
土
）
を

ま
た
出
し

て
、
第
二
回
の
濯
水
を
し
地
盤
練
り
を
行
な
い
、
そ
の
後
表
土
を
平
ら
に
均
ら
す

と
い
う
作
業
を
し
て
完
成
し
た
。

牛
　
雑
　
　
　
工

田
の
床
締
め
が
終
わ
っ
て
表
土
が
均
ら
さ
れ
る
と
、
そ
の
後
、
水
田
の
水
掛
け

口
と
吐
き
口
を
作
っ
た
。
そ
れ
ら
は
地
形
に
よ
っ
て
ど
こ
に
に
作
る
の
か
よ
い
か

を
考
え
、
現
場
監
督
と
相
談
し
な
が
ら
設
け
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
作
業
に
出
る
人
に
は
み
な
賃
金
が
出
る
の
で
は
な
く
、
賃
金
は
耕
地
整
理

組
合
費
か
ら
支
出
さ
れ
る
の
で
、
組
合
費
が
非
常
に
多
額
に
な
る
た
め
、
所
有
地

に
応
じ
て
無
償
の
夫
役
が
課
さ
れ
た
。
大
き
な
地
主
は
夫
役
に
出
る
こ
と
が
不
可

能
な
た
め
、
希
望
す
る
小
作
人
に
夫
役
に
出
て
も
ら
っ
て
、
そ
の
田
を
耕
作
さ
せ

る
な
ど
の
便
法
を
と
っ
た
人
も
多
い
。

３
　
西
天
竜
開
発
に
よ
る
土
地
利
用
状
況
の
変
化

耕
地
整
理
に
あ
だ
っ
て
の
関
係
面
積
と
耕
地
整
理
組
合
員
数
は
表
6
1
4
8の
よ

う
で
あ
っ
た
。

こ
の
数
値
は
西
天
竜
の
計
画
段
階
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
面
積
な
ど
は
少
し
異

Zθ2
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表
6
1
4
8
　町
村
別
耕
地
整
理
関
係
面
積
と
組
合
員
数

士
　

一
　
　
　
伊

那
富
村

面

積

面

積

の

％

組

合

員

数

表
6
1
4
9

几耕
地
整
理

耕
地
整
理

差

町
　

反

セ

ハ

ニ

・

六

四

一

六

・

一

八

心
土

地

利

用

比

較
・

田

二人七％六歩

価
　
　

格

五
〇

三
一

五

八
〇

三
四
（

中
箕
輪
村

四
六
六
・
三
七
〇

八

三
七
・
六

六
三
〇

面
　
　

積

西
天
耕
地
整
理
前

後
の
土
地
利
用
比

較
表
（

南
箕
輪
村
分
）

-

五
八
〇

、
三
四

一

五

七
四
、

七
五

町

反

セ

四
〇

〇

、

八

七

町
　

反

七

五

、

五

九

面
　
　

積

四

九
、
〇

六

〇
三
五

二

八
一

畑

五
〇

一
〇

南
箕

輪
村

五
七
七
・
一
六
二
三

四
六
・
二

五
四
九

価
　
　

格

西
箕
輪
村

一

一
山

面
　
　

積
・
五
八
〇
八

〇

∴
一六

二
二
〇
町

戸

こ

コ

ー

一

一

☆

三
一

一

伊

那

町

一
四
・
八
六
一
八

九

こ
二

二
〇

三

林
丿価

　
　

格

原

面
　
　
積

合
　
　
　

計

コ

ー三
八
・
六
四

二

一

一
〇
〇
・
〇

一
五

七
〇

野

三
四
乱
京

八
、

八
六

三

七
、
三

八

な

っ
て
は

い
る
か
、
関
係
町
村

の
中

で
南
箕
輪
村

が
最

も
多

い
。
因

み
に
昭
和

五

四

年
度
現

在
の
西
天

竜
全
域

の
田

の
面
積
は
一
一
八
〇
ｈ

で
作
付
反
別

は

Ｉ
〇

一

三
・

八
ｈ

で
あ
る

。
南
箕
輪
村

は
田

が
四

六
一
ｈ
（
作
付
四
四
二
・
一
八
ｈ
）
で
あ

る
。

し

た
が

っ
て
、
南
箕
輪
村
は
全
西
天

地
区

の
三
九
・
〇
七
％

（
作
付
で
は
四
三
・
六

二
％
）
を
所
有
し
て

い
る
こ
と
に
な

る
。

西
天

竜
開
発
に
よ

っ
て
南
箕

輪
村

は
稲

作
中
心
に
な

っ
た
。

西
天
竜
開
田
以
前
は
水
田
面
積
が
村
全
体
の
僅
か
五
％

で
、

耕
地
の
う
ち
で
は

畑

の
占

め
る
割
合

が
高

か
っ
た
。

こ
れ
を
西
天
地
区

だ
け
に
限

っ
て
、
耕
地
整
理
前
と
耕
地
整
理
後

の
南
箕
輪
分

の
土
地
利
用

の
比
較
表

を
示
す
と
表
６
－
4
9
に
な
る

。

こ

の
数
値
は
西
天
竜
用
水
路
開
設

の
基
本
調
査

の
段
階
の
も

の
で
あ
る
か
ら
、

後
に
横
川
と
深
沢
が
サ
イ
フ

ォ
ン
に
よ
る
よ
う
に
な

っ
た
た
め
、
計
画
幹
線
水
路

六
〇

六
〇〇

価
　
　

格

二
七

七
四
即

五
三
一
六

〇
二
二
四
二
八

を
東
に
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
移
動
す
る
計
画
変
更
を
し
た
の
で
、
実
際
は
余
程

す
く
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
畑
・
山
林
・
原
野
が
減
少
し
、
水
田

面
積
が
飛
躍
的
に
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
天
竜
川
畔
の
水
田
と
合
す
れ
ば
、
南
箕
輪
村
は
米
作
地
帯
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
、
農
家
も
米
作
中
心
に
移
行
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
土
地
の
地
目

が
田
に
変
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
価
は
差
引
総
額
四
六
五
万
円
余
も
高
い
評
価

額
に
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

４
　
大
泉
耕
地
整
理

西
天
竜
が
で
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
桑
畑
も
普
通
畑
も
み
な
水
田
に
な
っ
て
し

ま
う
。
養
蚕
に
よ
る
年
何
回
か
の
現
金
収
入
も
必
要
で
あ
る
し
、
牛
馬
の
餌
と
な

る
雑
穀
や
、
麦
・
大
豆
な
ど
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
大
泉
の
地
主
ら
三
一
名
が

相
図
っ
て
、
大
泉
集
落
の
西
の
西
天
竜
幹
線
水
路
の
西
側
の
大
森
林
地
帯
を
開
墾

7 ㈲
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(右)図6-36　 西天竜開発前の姿（左）と開 発後 の姿

し
、
畑
地
を
造
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

昭
和
四
年
一
一
月
県
知
事
（
鈴
木
信
太
郎
）
の
開
墾
認
可

を

受
け
た
。
当
初
の
計
画
は
、
地
主
二
（
名
で
開
墾
予
定
面
積
も

約
六
町
歩
で
あ
っ
た
。

昭
和
七
年
七
月
設
計
変
更
の
認
可
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
結

果
、
地
主
三
一
名
、
開
墾
予
定
面
積
約
コ
（
町
五
反
余
に
拡
大

さ
れ
た
。
総
事
業
費
は
一
万
円
と
い
う
巨
額
で
あ
っ
た
が
、
自

家
労
力
を
充
て
た
り
、
開
墾
す
れ
ば
耕
作
で
き
る
と
い
う
契
約

で
借
り
た
人
の
労
力
で
開
畑
し
た
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
西
天

竜
の
開
田
作
業
に
比
べ
開
畑
は
比
較
的
楽
で
あ
っ
た
。
国
か
ら

交
付
さ
れ
た
助
成
金
は
四
〇
〇
〇
円
、
県
か
ら
の
補
助
金
は
三

Ｏ
Ｏ
円
で
あ
っ
た
。

こ
の
開
墾
は
昭
和
四
年
か
ら
始
め
ら
れ
た
が
、
西
天
竜
の
開

田
作
業
と
同
時
で
あ
っ
た
の
で
、
な
か
な
か
大
変
で
あ
っ
た
。

当
時
こ
の
地
の
山
林
は
、
楷
や
楳
の
林
と
松
林

が
主
で
あ
っ

た
。
棟
の
林
の
後
は
土
地
が
落
葉
で
よ
く
肥
え
て
い
て
、
よ
い

畑
に
な
っ
た
。
昭
和
一
五
年
ご
ろ
ま
で
開
墾
が
続
い
た
が
、
今

も
地
字
名
と
し
て
大
泉
耕
整
の
名
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、

昭
和
一
八
年
こ
ろ
か
ら
戦
時
下
の
食
糧
増
産
と
い
う
こ
と
で
、

韓
国
の
人
た
ち
に
よ
る
軍
隊
の
農
耕
隊
が
そ
の
西
側
を
開
墾

し
、
広
大
な
畑
地
が
で
き
た
。

今
、
村
道
唐
松
線
を
西
に
上
町

西
天
竜
幹
線
用
水
路
の
西

約
一
〇
〇
ｍ
の
と
こ
ろ
の
道
北
側
に
開
墾
の
記
念
碑
が
建
っ
て

い
る
。

こ
の
開
畑
事
業
に
よ
っ
て
、
現
在
の
よ
う
な
果
樹
園
も
乳
牛

の
牧
草
畑
も
桑
畑
も
で
き
た
。
米
作
の
単
作
地
帯
か
ら
脱
脚
し

Z ㈲
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表

6
1
50

地
区
内
関
係
町
村
の
土
地
生
産
状
況
（
西
天
竜
開
田
前
）

伊

那

町

西

箕

輪

村

南

箕

輪

村

中

箕

輪

村

伊

那

富

村

レ

レ

1

レ
ド

収　作

量　付

収　作

量　付

収　作

量　付

収　作

量　付

収　作

量　付

一　六
五　五
一 一
一 一
九　 ｀
五　二

一

二 五四　〇

＝　　ゝ
一　五

一
二 九
五 八

＝　　
ゝ

四　九

－一一
六 四

八 三

四　 ｀

三 〇

一一一
九 〇

二　 四

一　　 ゝ一
○ 石 四 町

米

五
○
○　八

○　一
○　 ｀
○　五

一
一
九 二
五　六
○　八
○　 ｀
○　二

一
一
五　二
二　五
○　○

○　　`
○　○

七

一　六
四　八

○　○
○　　`
○　○

一
一八　三
八 〇
六 四

八　 ｀
○ﾉ ○町

桑

一

一一 一一
五　 ｀

七　 〇 ｜　｜

一　八
＝　　ゝ
一○ ○

－一一
七　 ｀

○　 五

一
一四　 ｀

○石○町

大

麦

－
五

九　 ｀
二　八

一
一四

七　　
｀

二　七

－
一八

八　　`
四　〇

－－一
一 〇

五　 ｀

○　 ○

－
○

∧　 ｀
○石○町

小

麦

－
一

一　八
五　 ｀
八　二

一
五

一　八
＝　　ゝ
八　〇

一
五

一　四

＝　　
ゝ

○　○

一
一

一　五
～　　ゝ
一〇 〇

一
一五

三　 ｀

三石○町

大

豆

一
一一 〇

五　 ｀四　〇

八
四　二

九　　`二　〇

一
一

一 九
九　 ｀
六　〇

一
一
一九　 ｀

六　〇

一

一
八　　`

八石○町

粟

一
一
一 一一
四　 四

五　 〇

○　 ｀

○　 ○

一一一
六 一

七　 四

五　 ｀

○　 七

一
一一

五　
四

○　五

○　　`
○　○

七
四
四　九
○　三

○　 ｀
○　○

六　一
〇　二
○　○
○　　`
ＯｙＯ町

紫

雲

英

四　八

○　 ｀
○　○

一　四
四　六_
八

一○ ○

一　 四

一　 －－
一 一九　 ｀

○　 ○

一一　 一一
〇 七

＝　　 ゝ

二　 八

一

六　五
〇　 ｀

○　○町

稗

一一一

○

一
一五

○

一
一○

○

一
五

一一

五

八町

そ
ば

大
根

て
多
角
経
営
の
農
業

を
指
向

し
た
大

泉
の
先

人
の
見

と
お
し
の
よ
さ
が
感
じ
ら
れ

る
。
田
中

静
雄
が
中

心
に
な
っ
て
こ
の
事
業
は
実
行

さ
れ
た
。

西
天

竜
開
田

に
伴

な
う
開
畑

は
、
こ
の
ほ
か
に
も
多
く
行

な
わ
れ
て
い
る
。

５
　

開
田
当
時
の

農
家
経
済

西
天

竜
開
発

前
の
南
箕
輪
村

の
農
家
戸

数
は
六
〇
〇
戸

で
あ
っ
て
、

そ
の
平
均

耕
作
反

別
は
、
水
田

が
三
反

五
畝
、
畑

が
三
反

八
畝
、

桑
畑
が
四
反

二
畝
、

総
平

均
反

別
け
一
町

一
反

五
畝
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
近
隣
の
他
町

村
に
比
し
て
非
常

に

広
い
耕
作
面

積
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
反
当

収
穫

量
に
な
る
と
、

例
え
ば
土

地
が

狭

い
伊

那
富
村
は
反

当
収
繭

量
が
一
七
貫
（
約
六
四
㎏
）
で
あ
る

の

に
、

南
箕

輪

村
は
平
均

七
貫
（
約
三
（
に昭
）
し
か
収
繭
量

が
な
い
と
い
う
よ

う

に
、

土

地
の
生

産
力
に
大
き
な
差
が
あ
っ
た
。

西
天

竜
開
田

前
の
関

係
町

村
の
、
そ
の
主
な
作
物
の
生
産
状
況

を
み
る
と
、
普

通
畑
は
労
力
を
多
く
要
す
る
の
に
、
比
較
的
面
積
が
広
い
。
そ
の
た
め
、

肥
培
も

充
分
で
な
く
、
稀
に
は
荒
畑
に
な
っ
て

い
る
も
の
も
あ
っ
た
。
普
通

畑

の

作

物

は
、
夏

作
と
し
て
陸
稲
、
粟
、
大
豆
、
そ
ば
等
で
、
冬
作
に
は
、
大

麦
、
小

麦
の

栽
培
が
行

な
わ
れ
た
。

表
６
－
5
0
で
米
の
中
に
は
陸
稲
も
含
ま
れ
て

い
る
が
、
水
田

は
い
ず
れ
の
町

村

も
ほ
と
ん
ど
天
竜
川
畔
に
あ
る
古
田

で
あ
っ
て
、
水
田

を
拡
張

す
る
こ
と
は
で
き

な

い
情
況
に
あ

っ
た
。
し

た
が

っ
て
、
農
家

の
経
済

は
養
蚕

を
主
と
し

、
繭
価
の
変

動

が
そ
の
経
済
を
左
右
す
る
要
因
で
あ

っ
た
。
養
蚕
農
家
で
は
春
夏
秋
の
三
期
を

印5
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と
お
し
て
、
多
い
人
は
三
〇
〇
貫
、
少
な
い
人
で
も
二
二
二
〇
貫
の
収
繭
量
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
昭
和
五
ｙ

六
年
の
米
価
の
暴
落
の
後
を
追
う
よ
う
に
糸
価
が
暴

落
し
、
そ
の
後
昭
和
九
年
以
後
米
価
は
持
ち
直
し
て
き

た
が
、
西
天
竜
耕
地
整

理
組
合
の
事
業
費
負
担
金
は
、
反
当
た
り
二
円
の
組
合
費
と
反
当
玄
米
八
斗
（
換

算
金
二
〇
円
）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
拠
出
す
る
の
が
た
い
へ
ん
で

あ
っ
た
。
そ

の

ほ
か
に
、
公
租
公
課
や
水
利
費
や
肥
料
代
な
ど
を
計
上
す
る
と
、
差
引
赤
字
に
な

る
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
。
西
天
竜
開
田
は
、
そ
の
上
う
な
経
済
的
な
困
難
さ
の

中
で
実
施
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

６
　
工
事
費
の
償
還

西
天
竜
耕
地
整
理
が
な
さ
れ
、
畑
や
山
林
、
原
野
が
田
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て

得
ら
れ
る
増
益
分
の
計
算
が
さ
れ
て
、
工
事
費
の
償
還
計
画
が
樹
て

ら
れ
て

い

る
。西

天
竜
耕
地
整
理
組
合
に
お
け
る
整
理
費
総
予
算
は
大
正
八
年
設
立
認
可
当
初

四
三

二
万
七
四
五
一
円
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
時
代
の
変
遜
と
物
価
の
変
動
に
よ

っ
て
大
正
一
一
年
の
各
年
度
収
支
計
算
見
込
書
で
は
五
六
七
万
二
六
九
五
円
六
六

銭
と
な
り
、
最
終
的
に
は
六
四
六
万
七
〇

二
一
円
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
ぼ
か
夫

役
人
員
二
七
万
五
六
九
八
人
で
あ
っ
た
。

西
天
竜
耕
地
整
理
組
合
の
事
業
の
全
部
は
借
入
金
を
も
っ
て
施
行
す
る
こ
と
が

方
針
で
あ
っ
た
。
借
入
先
の
日
本
勧
業
銀
行
の
貸
付
方
針
は
、
財
政
計
画
に
よ
り

返
済
可
能
の
米
石
量
に
米
価
一
石
三
五
円
を
乗
じ
た
も
の
を
目
標
と
し
た
。
米
価

の
変
動
や
は
な
は
だ
し
い
農
村
不
況
の
た
め
、
昭
和
一
〇
年
こ
ろ
に
組
合
は
た
い

表
6
j
5
1
　

年
度
別
収

益
差
額
徴
収

金

年
度

１反
当

額

昭

和
三

一
口

九円

七銭

四
五
、

六

八

五
五
、
四
五

「 ．

ノ ペ

コ

ー、
三

七

七
九
、
〇
四

八

へ

ん
な

財

政

危

機

に

陥

っ
て

い
る

。

そ

の

た

め
長

期

借

替

調

書

を
作

り
勧

業

銀

行

に

借

用

期

限

の
延

長

に

よ

る

年

賦

償

還

額

の

減
額

を

懇
請

し

た

。

経

営

困

難

な

理

由

は

、

①

開
田

費

の
増

加

（
土
壌

が
軽

い
た
め
予
期
以
上
に
用
水

が
浸
透
し
、
ト
ラ
ク
タ
ー
に
よ
る
床
締
め
に
多
額

の
経
費
を
要
し

た
）
○

幹

線

導

水

路

の

補

強

な

ら

び
に

支

線

水

路

費

の

増
加

（
冬
季
間

の
寒
気

激
げ

し
く
凍
結
破
損

の
た
め
補

強
修
理
工
事
に
多
額
の
経

費
を
要

し
、
ま
た
支

線
水
路
の
増
加
に
よ

る
出
費
も
多
く

な
る
○

補

償

費

の

増

加

（
天

竜
川
か
ら
濯
漑
用
水
を
取

り
入
れ
て

い
る
二
〇
余
の
他
組
合
に
、
西

天

竜
の
揚

水
に
よ
っ
て
水
位
が
低
下

し
た
こ
と
へ
の
補
侑

段
丘
下

の
部
落
や
耕
地
へ

の
湧

水
と
飲
用

水
混

濁
に
対

す
る
補
償
な
ど
）
谷

事
務

費

の
増

加

（
数
次
に

わ

た

る

設
計
変

更

、
土
地
買

収
費
の
増
加

、
工

事
遅
延

の
た
め
の
事
務
費

の
増
加
な

ど
）
示

農

産

物

価

の

下

落

（
大
正

七
年

こ
ろ
の
好
況

時
の

計
画
で
、

米
価
石
当
た
り
三
五
円

と

見
積
も

っ
た
も

の
が
、
米
価

惨
落
し
て
石
当

た
り
一
五
円

と
な
る
）
　
⑤

組

合

費

の

滞

納

（
組
合
員
二
二

○

名
。
経
済
不
況
に

よ
る
滞
納
）
な

ど

で

あ

っ

た

。

借

入

金

は
返

済

し

な
け

れ

ば
な

ら

な

い

。

そ

の

た

め
、

昭

和

四

〇

年

ま

で

負

担

金

を
徴

収

す

る

こ

と
に

し

て
、

償

還

計

画

が

樹

立

さ

れ

て

い

る

。
償

還

予

定

額

は

日
本

勧

業

銀

行

に

対

し

て
、

六
三

五

万

コ
（

コ
（

円

三

〇

銭

で

あ

る

。

県

や

国

か

ら

の
助

成

金

及

び
補

助

金

は
開

墾

助

成

金

と
し

て
昭

和

一

一
年

ま

で

三

一
四

万

三

八

一

九
円

五
〇

銭

、

補

助

金

と

し

て
、

道

・
水

路

費

・
開

田

・
災

害

・
増

産

等

の

名

目

で
、

県

か

ら

Ｉ
〇

八
万

六
〇

三

九
円

か

昭

和

一
四

年

ま
で

来

て

い

る

。

収

益
差

額

徴

収

金

と

い

う

の

は
、

組

合

員

か

ら

そ

の
所

有

す

る
土

地

を
組

合

で

借

り
受

け
、

こ

れ

を
田

に

切

り
換

え

て

ま

た
地

主

に

貸

与

す

る
と

い

う
形

に

す

る

九

一
四
、
三
七

一
五

九
九

一
一
〇

五
、
七

一
　
一

一

七

、

〇

一

一

一

－

七

一

一一

二
一

一
七
、
一
七

一
四

一
七
、
五
〇
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第５節　生産の発展

の
で
、
山
林
や
原
野
や
畑
が
田
に
な

っ
た
た
め
の
収
益
の
差
を
米
や
金
て
徴
収
す

る
も

の
で

あ
る
。
こ

れ
は
土
地
に
よ

っ
て
異
な
る
が
、
一
俵

か
ら
二
俵
く
ら

い
、

改
畑
で
も
二
俵

く
ら
い
は
徴
収

し
た
。
年
度
別

の
収
益
差
額
徴
収
金
は
表
６
－
5
1

の
よ
う
で

あ
る
。

耕
地
整
理

の
計
画
当
初

の
反
当
負
担
額
は
こ
二

五
円
七
〇
銭
で
あ

っ
た
。
開
田

費
け
一
反
当

た
り
五
五
〇
円
三
六
銭
、
開
畑
費
は
反
当
一

二
（

円
八
六
銭
旧
田

整

理
費
は
反
当
八
一
円
八
六
銭
、
旧
畑
整
理
費
反
当
六
九
円
七
四
銭
と

さ

れ

て

い

た

。西
天
竜
耕
地
整
理
の
事
業
は
、
当
初
予
算
四

二
（

万
円

の
総
費
用

と
い
う
設
計

で
実
施
に
移
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
取
入

れ
口

の
変
更
、
頭

首
工

を

ロ
ー
リ
ン
グ
ダ

ム
設
置
に
改
変
、
水
路
敷
の
買
収
費

の
増
額
、
上
流
下
流
漁
業
及

び
水
車
用
水
等

に
対
す
る
補
償
出
費
、
幹

線
導

水
路
工

事
の
変
更
、
経
済
界

の
異
変
に

よ
る
米
価

繭

価
の
暴
落
、

等
々
に

よ
り
財
政
計
画

を
幾
度

も
変

え
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。
し

か
し
、
終
戦
直
前
や

敗
戦

後
の
食
糧
不
足

は
米
価

を
異
状
に
高
騰

さ
せ
、
一
升
三

五
銭

く
ら
い
の
米

が
や
み
価
格
一
升
一
五
〇
円
と

い
う
狂
乱

ぶ
り
で

あ
っ
た
。
そ

こ
で
、
借
入

金
を
四
〇
年

で
返
却

す
る
と
い
う
の
を
、
昭
和

二
〇
年

一
一
月
開
田

か
ら
二
〇
年

で
、
今

後
の
二
〇
年
分

を
一
括
繰

り
上
げ
償
還
し

た
の
で

あ
る
。
南

箕
輪
村
分

の
繰
り
上

げ
償
還

金
は
、
反
当
二
二
〇
円
で

あ
っ
た
。
こ

の
償
還
に

つ

い
て
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
こ
と
と
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
問
題

は
あ

っ

た

も

の

の
、
繰
り
上
げ
償
還
と
い
う
こ
と
で
解
決
さ
れ
た
。
反
当

一
升

五
合

く
ら
い
の
米

代
で
負
担
金
が
全
額
償
還
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
耕
地
整
理
組
合

に
と
っ
て
は

大
へ
ん
福
音
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
米
の
保
有
に
も
供
出
の
残
り
と
い
う
限
界

が
あ

っ
た
当
時
と
し
て
は
、
土
地
を
多
く
所
有
し
て
い
る
地
主
は
、
土
地
を
売
っ
て
償

還
す
る
と

い
う
操
作
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
も
あ
っ
た
。

昭
和
二
〇
年
一
一
月
、
西
天

竜
耕
地
整
理
の
大

事
業

の
借
入
金
の
返
済

も
終

わ

り
、
事
業
の
完
了
を
み
た
の
で
あ
る
。

尚
　
西
天
竜
農
業
倉
庫

西
天
竜
耕
地
整
理
組
合
は
、
昭
和
二
年
か
ら
開
田
工
事
を
行
な
い
、
差
額
徴
収

米
の
収
納
・
保
管
・
販
売
を
有
効
適
切
に
す
る
研
究
の
結
果
農
業
倉
庫
を
建
て
る

ご
と
に
な
大

昭
和
三
年
八
月
有
限
責
任
販
売
組
合
と
し
て
西
天
竜
農
業
倉
庫
が

生
ま
れ
た
。

差
額
米
徴
収
と
い
う
の
は
、
反
当
た
り
二
円
の
組
合
費
の
外
に
、
反
当
た
り
最

高
八
斗
を
標
準
と
し
た
開
田
前
と
後
の
賃
貸
料
の
差
額
を
徴
収
し
た
も

の
で
あ

る
。そ

れ
か
ら
一
五
年
間
に
、
組
合
員
数
八
五
〇
人
、
入
庫
数
量
玄
米
五
万
ご二

七

四
俵
を
数
え
、
設
備
に
お
い
て
も
倉
庫
七
棟
、
五
八
〇
坪
と
な
り
、
県
下
屈
指
の

農
業
倉
庫
と
な
り
、
稲
作
と
農
家
経
済
発
展
の
重
要
な
働
き
を
果
た
し
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
戦
時
体
制
下
の
食
糧
事
情
が
む
ず
か
し
く
な
り
、
米
穀
の
国
家
管

理
に
移
行
す
る
に
伴
い
、
昭
和
一
八
年
五
月
、
各
町
村
の
産
業
組
合
に
移
管
経
営

を
す
る
こ
と
に
な
り
、
西
天
竜
農
業
倉
庫
は
発
展
的
に
解
消
し
た
。
し
か
し
、
そ

の
倉
庫
は
農
業
協
同
組
合
の
倉
庫
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

聯
　
ま
　
と
　
め

西
天
竜
用
水
路
お
よ
び
開
田
計
画
の
完
成
に
よ
っ
て
、
南
箕
輪
の
農
業
は
大
き

な
変
革
を
と
げ
た
。
畑
作
地
帯
で
養
蚕
を
主
と
す
る
農
業
経
営
か
ら
米
作
を
中
心

と
す
る
農
業
経
営
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
西
天
竜
地
域
の
変
容
は
図
６
－
3
7
の
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

南
箕
輪
地
域
も
当
然
の
と
こ
と
な
が
ら
、
同
じ
よ
う
に
変
容
し
た
。

わ
ず
か
水
田
五
ｈ

合
・
八
％
）
し
か
な
か
っ
た
地
域
が
、
急
に
五
八
〇
ｈ
（
九

〇
・
七
％
）
見
渡
す
限
り
の
水
田
地
域
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
従
来
か
ら
の
水
田

一
〇
〇
ｈ
余
と
合
せ
て
、
伊
那
の
穀
倉
地
帯
に
発
展
し
た
。

諏
訪
湖
か
ら
流
れ
て
く
る
温
か
い
し
か
も
肥
料
分
の
多
い
水
は
稲
作

に
最
適

で
、
畝
取
り
以
上
の
玄
米
が
と
れ
る
美
田
と
な
っ
た
。
し
か
も
、
機
械
の
導
入
し

7 卵



村 の発 展第 ６章

や
す
い
乾
田
で
あ
り
、
水
田
規
模
で
あ
り
、
道
路
状
況
で
あ
る
。
そ
の
う
え
専
間

の
水
番
（
水
利
夫
）
が
つ
く
の
で
水
の
か
け
ひ
き
も
省
か
れ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
条

件
が
重
な
っ
て
西
天
竜
地
帯
の
農
業
は
戦
前
戦
後
を
通
し
て
農
民
の
生
活
を
豊
か

に
し
た
。

江
戸
時
代
よ
り
の
長
い
地
域
の
念
願
が
見
事
に
み
の
っ
た
西
天
竜
地
域
に
立
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
美
田
を
も
た
ら
し
た
先
人
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
志
と
そ
の
労

苦
辛
酸
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
し
常
に
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
大
泉
耕
整
の
よ
う
に
水
ｍ
一
辺
倒
に
よ
る
農

業
経
営
の
弱
体
化
を
未
然
に
防
ご
う
と
し
た
先
覚
者
も
あ
る
。
高
度
経
済
成
長
下

の
現
在
、
あ
え
て
Ｔ
言
加
え
る
な
ら
ば
、
西
天
竜
米
作
地
帯
と
い
う
小
成
に
安
ん

じ
て
、
兼
業
農
家
が
主
力
と
な
っ
て
、
本
当
の
専
業
農
家
が
育
っ
て
来
な
い
。
西

天
竜
開
田
に
も
や
は
り
功
と
罪
か
お
る
。
こ
れ
か
ら
の
農
業
を
考
え
る
と
き
、
こ

の
両
面
の
検
討
が
重
要
で
あ
る
。

1046町 歩

水

田

71.1％
畑

23.5 ％3｡9％

山

林

原

野

1262町歩

１

五
　

畜
産
お
よ
び
園
芸
の
導
入

口
」
　
畜

産

の

導

入

明

治

・

大

正

期

明
治
六
年
の
開
産
社
条
例
の
第
八
条
借
人
の
心
得
の
中
に
、
養
蚕
・
牧
牛
を
始

め
豚
・
鶏
・
家
鴨
を
盛
大
に
蓄
う
こ
と
、
と
あ
り
、
畜
産
を
導
入
す
る
こ
と
が
開

産
社
か
ら
資
金
を
借
り
入
れ
る
一
つ
の
条
件
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
明
治
一
五
年

こ
ろ
か
ら
は
産
馬
の
改
良
が
こ
の
地
方
で
も
問
題
に
な
り
、
新
し
い
家
畜
の
導
入

の
気
運
が
生
ま
れ
、
明
治
三
八
年
に
は
国
の
試
験
揚
か
ら
種
豚
が
配
布
さ
れ
養
豚

の
気
風
も
一
部
に
は
生
ま
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
日
本
は
昔
か
ら
稲
作
を
中
心
と
し
た
農
業
で
、
水
田
は
湛
木
を
す
る

こ
と
か
ら
連
作
に
よ
る
減
収
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
家
畜
な
け
れ

ば
農
業
無
し
」
と
い
わ
れ
る
有
畜
農
業
と
異
な
り
、
無
畜
系
譜
の
農
業
が
続
６
ら

0.3％　　　　　8.0％

図6-37　 西 天竜地域の変容

0｡8 ％

れ
て
き
た
。
日
本
農
業
に
お
い
て
も
全
く
家
畜
が
な
か
っ
た
わ

け
で
な
く
、
馬
や
牛
は
飼
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど

役
用
と
し
て
使
わ
れ
、
合
間
に
堆
肥
を
踏
ま
せ
る
糞
畜
と
い
わ

れ
る
よ
う
な
飼
育
で
あ
っ
た
。
鶏
は
多
少
飼
わ
れ
て
い
た
が
一

戸
で
五
～
六
羽
と
い
う
小
規
模
な
も
の
で
、
こ
れ
も
畜
産
と
い

う
に
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
。

大
正
二
年
に
出
さ
れ
た
、
畜
産
奨
励
に
関
す
る
郡
役
所
の
指

示
が
あ
る
。
そ
の
指
示
の
内
容
を
み
る
と
、
馬
を
中
心
に
増
殖

し
、
農
家
の
役
用
と
ず
る
と
同
時
に
国
防
上
の
憂
い
の
な
い
よ

う
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
農
業
経
営
の
重
要
な
構
成
要
素

と
す
る
真
の
意
味
の
畜
産
奨
励
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
日
本
農
業
は
ず
っ
と

無
畜
系
譜
を
続
け
て
き
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
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第５節　生産 の発展

明
治
中
ご
ろ
か
ら
昭
和
の
初
期
ま
で
、
養
蚕
が
全
盛
時
代
と
な
っ
て
畜
産
に
ほ
と

ん
ど
目
が
向
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
層
顕
著
に
な
っ
た
よ
う
に
考

え
ら
れ
る
。

２
　
昭
和
の
経
済
恐
慌
以
後

昭
和
四
年
秋
か
ら
日
本
の
農
業
に
襲
い
か
か
っ
た
経
済
恐
慌
は
養
蚕
業
に
大
打

撃
を
与
え
、
稲
作
と
養
蚕
を
甲
心
と
す
る
農
業
の
有
り
方
に
反
省
が
加
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

昭
和
六
年
に
県
の
不
況
対
策
に
基
づ
い
て
、
本
村
に
お

い
て
も
失
業
救
済
農

山
漁
村
臨
時
対
策
低
利
資
金
貸
付
規
程
が
作
ら
れ
、
そ
の
融
資
対
象
の
中
に
牧
野

整
備
、
畜
産
協
同
施
設
の
設
置
の
項
が
あ
り
、
当
時
一
四
〇
〇
円
の
融
資
を
受
け

て
畜
産
の
導
入
が
図
ら
れ
て
お
り
、
昭
和
七
年
に
は
南
箕
輪
農
会
は
農
業
経
営
改

善
の
一
環
と
し
て
養
鶏
組
合
を
設
置
し
、
補
助
金
を
出
し
て
副
業
養
鶏
の
発
達
を

促
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
品
種
も
コ
ー
チ
ン

ー
ミ
ノ
ル
カ
等
か
ら
次
第
に
卵

用
種
専
用
の
白
色
レ
グ
ホ
ン
に
変
わ
り
羽
数
も
増
加
し
た
。

昭
和
九
年
農
業
経
営
改
善
組
合
に
指
定
さ
れ
た
神
子
柴
第
五
組
合
（
農
家
戸
数

二
〇
戸
）
の
経
営
改
善
計
画
の
中
に
「
有
畜
農
業
の
確
立
」
と
い
う
項

目
が

あ

る
。
こ
の
組
合
で
は
当
時
馬
六
頭
・
豚
三
頭
・
山
羊
一
頭
・
鶏
一
二
二
羽
・
兎
三

一
羽
を
飼
育
し
て
い
た
が
、
さ
ら
に
、
牛
三
頭
・
豚
九
頭
・
山
羊
一
頭
・
鶏
一
七

羽
・
兎
一
七
五
羽
を
導
入
、
増
殖
を
し
て
経
営
の
改
善
を
図
る
う
と
し
て
い
た
。

し
か
し
、
家
畜
導
入
増
殖
の
主
目
的
が
自
給
肥
料
の
生
産
に
よ
る
購
入
肥
料
の
節

約
に
あ
り
、
併
せ
て
畜
産
物
の
収
入
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
で
も
副
業
的

な
域
を
出
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

蚕
糸
価
格
の
暴
落
に
よ
る
養
蚕
の
苦
境
に
対
処
す
る
方
法
と
し
て
、
国
は
昭
和

六
年
か
ら
有
畜
農
業
と
い
う
語
に
よ
っ
て
農
業
転
換
の
方
向
を
示
し
て
き
て
い
る

が
、
そ
れ
に
対
応
し
た
当
地
の
具
体
的
姿
は
い
ま
見
て
き
た
よ
う
で
あ
る
が
、
昭

和
一
〇
年
、
松
本
蟻
ケ
崎
に
県
種
畜
場
が
設
立
さ
れ
て
中
小
家
畜
を
中
心
に
優
良

種
が
配
布
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
各
農
家
は
し
だ
い
に
有
畜
化
へ
の
道
を
歩
み
始

め
た
。

山
羊
は
飲
用
乳
を
自
給
す
る
た
め
、
ま
た
小
規
模
農
家
の
自
給
肥
料
生
産
の
た

め
飼
育
が
広
ま
り
、
ザ
ー
ネ
ン
種
を
中
心
に
し
て
長
野
県
は
全
国
一
の
山
羊
飼
育

県
と
な
っ
た
。
本
村
に
お
い
て
も
昭
和
一
七
～
八
年
、
急
速
に
頭
数

が
増
加
し

た
。緬

羊
は
蚕
糞
蚕
沙
な
ど
養
蚕
の
副
産
物
が
利
用
で
き
る
こ
と
か
ら
蚕
畜
一
体
経

営
と
呼
ば
れ
て
か
な
り
普
及
し
た
。

豚
も
小
額
資
本
で
導
入
が
可
能
で
あ
り
、
資
金
の
回
収
が
早
く
優
良
な
自
給
肥

料
の
生
産
が
で
き
る
こ
と
か
ら
比
較
的
早
く
か
ら
導
入
さ
れ
た
が
、
飼
料
が
ほ
と

ん
ど
購
入
飼
料
で
あ
る
た
め
小
規
模
飼
育
の
形
で
普
及
し
た
。
こ
の
よ
う
に
中
小

家
畜
を
中
心
に
、
経
済
恐
慌
切
り
抜
け
策
と
し
て
始
ま
っ
た
畜
産
は
し
だ
い
に
増

加
の
傾
向
を
見
せ
た
。
昭
和
初
期
か
ら
の
中
小
家
畜
の
飼
育
頭
数
の
消
長
は
図
6

1
3
8及
び
3
9の
よ
う
で
あ
る
。

だ
が
、
戦
争
の
激
化
と
共
に
農
家
の
人
手
不
足
が
著
し
く
な
り
ま
た
、
家
畜
飼

料
も
供
給
不
足
と
な
り
、
乳
牛
は
も
ち
ろ
ん
豚
・
山
羊
等
の
中
家
畜
、
鶏
な
ど
が

急
減
し
、
農
業
有
畜
化
の
傾
向
は
後
退
し
て
し
ま
っ
た
。

反
面
で
馬
は
軍
用
馬
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
改
良
が
図
ら
れ
、
軍
馬
資

源
保
護
法
に
よ
り
軍
用
保
護
馬
の
飼
育
者
に
補
助
金
が
出
さ
れ
、
馬
の
頭
数
は
増

加
し
て
い
る
が
、
軍
馬
の
価
格
は
一
般
物
価
に
比
し
て
著
し
く
低
く
、
軍
馬
の
増

産
育
成
は
経
済
的
に
は
な
は
だ
し
く
不
利
で
あ
っ
て
、
食
糧
増
産
政
策
と
同
じ
く

農
民
に
犠
牲
を
強
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
ん
な
中
で
役
牛
は
徴
用
の
恐
れ
が
な

く
自
給
肥
料
の
増
産
と
労
力
不
足
を
補
う
た
め
急
速
に
頭
数
が
増
加
し
て
い
る
。

ま
た
、
養
兎
は
昭
和
七
年
か
ら
陸
軍
被
服
廠
が
農
村
救
済
の
意
味
で
毛
皮
の
買

い
上
げ
を
始
め
て
か
ら
、
そ
の
飼
育
は
老
人
や
子
供
の
仕
事
と
し
て
奨
励
さ
れ
、

戦
時
中
も
総
力
戦
体
制
の
も
と
で
急
速
に
増
加
し
、
そ
の
肉
は
農
家
の
貧
し
い
食

X卯
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上　 図6-38　 豚・山羊・緬羊の飼育 頭数の変化（南箕輪村）

下　 図6-39　 兎・成鶏（採卵用） 飼育 数の変化（南箕輪村）

一
部
で
は
売
買
も
行

な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

明
治
に
な
る
と
勧
業
政
策
が
盛
ん
に
な
り
、
園
芸
面
で
も
新
し
い
作
物
の
種
類

や
新
品
種
の
導
入
が
繁
げ
く
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
早
く
も
明
治
七
年
に

は
国
の
勧
業
寮
は
、
各
種
の
種
苗
の
新
種
を
導
入
配
布
し
て
い
る
。
そ
の
時
の
筑

摩
県
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
配
布
さ
れ
た
。

当
時
こ
れ
ら
の
新
種
が
本
村
に
ど
の
よ
う
に
配
布
さ
れ
栽
培
さ
れ
た
か
不
明
で

7 加

9000

生
活
の
貴
重
な
蛋
白
源

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

§
　

園
芸
の
導
入

１
　

明
治
・
大
正
期

江

戸
時
代

に
お
い
て
も
柿
・

胡
桃
・
栗
・

桃
・

革
果
・

梅
な
ど
の
果

物
が
作

ら

れ
、
大
根

ｔ
蕪
・
人
参
・
牛
芳
・
里
芋
・
つ
く
ね

い
も
・
茄
子
・

漬
瓜
・

な
ん
ば

ん
等
多
く

の
野
菜
類
が
栽
培
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
主
と
し
て
自
給
的
生
産
で
あ
っ
た
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表
6
1
5
2

勧
業

寮
配

布
の

誓

載　 落
白玉臓生蕃沃 甘

桃 花 Ξ 観　　 鏃
果丿　生 ル黍乞豆ﾀ茄゙ 子゙ 藍

種

類

三 五 一 二 二 二 二 二 四

// 本 升 μ　μ　μ　μ　μ 種

数

量

ふま 李で杏忿す い 葡tE梨七桜
さ る　も　゙ぐ ち 萄5
すめ　　　りじ
ぐ ろ　　　　く
リ　　　　　　　　　　桃

種

類

三 一 一 三 ニ ー 五 七 二

リ　リ　リ　μ　μ　μ　μ　μ　本

数

量

あ

る

。

明

治

一
〇

年

に

勧

業

寮

革

果

試

作

地

、

翌

一

一
年

に

県

勧

業

揚

の
設

置

、

二

一

年

に

は
松

本

農

事

会

が

結

成

さ

れ
、

や

が

て

勧

業

試

験

場

と

な

り

、

同

一

八
年

に

は
下

伊

那

郡

立

農

事

試

験

場

（
大
正
一
五
年
県
農
試
下
伊
那
分
揚
と
な
る
）
同

三

〇

年

に

は
県

立

農

事

試

験

場

が

設

立

さ

れ

る

な

ど

、

園

芸

作

物

に

対

す

る

指

導

体

制

や

栽

培

技

術

の
開

発

が

進

ん

だ

が

、

一

部

の

地

方

に

り

ん

ご

や

ぶ

ど

う

の

栽

培

が

始

め

ら

れ

た

が

、

当

地

方

は

馬

鈴

薯

と

甘

藷

が

新

し

い
作

物

と

し

て

普

及

を

み

た

程

度

で

、

目

立

っ
た

園

芸

の

発

展

は

み

ら

れ

な

か

っ
た

。

こ

れ

は

、

明

治

中

ご

ろ

か

ら

養
蚕

の

発

展

が

著

し

く

、

農

民

の
関

心

が

ほ

と

ん

ど

養

蚕

に

向

け

ら

れ

て

い

た

か

ら

で

あ

る

。

こ

の
当

時

の

状
況

を
長

野

県

農

事
試

験
場

設
置

の

趣
意

に

次

の

よ

う
に

述

べ

て

い

る

こ

と

か

ら

も

わ

か

る

。

蚕
業

ノ
盛
大

ナ
ル
地
方

二
在
リ
テ
（

、
民
心
専
ラ
蚕
事

二
傾
注

シ
、
普
通
農
事
ノ
如
キ

（

自

カ
ラ
之
ヲ
忽
緒

二
付

ス
ル
ノ
憾

ナ
キ
能
ワ

ズ
、
随

ツ
テ
其
ノ
進
歩
ノ
視

ル
ペ
キ
モ
ノ

ナ
キ
（

遺
憾

ト
ス
ル
コ
ト
コ
ロ
ナ
久

依

ツ
テ
農
事
改
良
ノ
模
範
ヲ
示

シ
ノ

：

大

正

四

年

に

は
下

伊

那

郡

大

島

村

で

和

梨

の
栽

培

を

始

め

て

い
る

が

、

そ

れ

ほ

ど

普

及

は

せ

ず

、

ま

た

野

菜

栽

培

は

全

般

的

に
大

根

・
漬

菜

・

茄

子

・
牛

芳

が
主

な

も

の

で

、

ほ

と

ん

ど
自

給

の

た

め

の
栽

培

で

あ

っ

て
、

農

民

の
心

は

ほ
と

ん

ど

養

蚕

に

向

か

っ
て

い
た

の
で

あ

る

。

と

こ

ろ

が
、

大

正

九
年

繭

価

が
暴

落

し

、

養

蚕

は
不

況

に

陥

り

、

こ

れ

を

契

機

と

し

て
県

は
果

樹

や

野

菜

栽

培

の
本

格

的

な

普

及

活

動

を

は

始

め

、

同

一

〇

年

に

長

野

市

箱

清

水

の
地

に

果

樹

試

験

地

が

設

置

さ

れ

、

一
一

年

に

は

硫

酸

二
コ

チ

ン

が

芋

果

の
綿

虫

に

対

し

、

枇

酸

鉛

が

し

ん

く

い
虫

の
駆

除

に

効

果

を

上

げ

、

よ

う

や

く

芋

果

の
経

済

的

栽

培

が
可

能

と

な

り

、

北

信

地

方

に

芋

果

の

栽

培

が

広

が

っ

て

い

っ
た

。

ま

た

桔

梗

ケ

原

や

富

士

見

高

原

に

は

甘

藍

が

栽

培

さ

れ
、

農
業

経

営

の
中

に

園

芸

作

物

が

重

要

な

役

割

を
果

た

す

よ

う

な
位

置

を
占

め
始

め

た

の

で

あ

る

。本

村

に

お

け

る
野

菜

栽

培

は

ま

だ
自

家

用

の
み

で

あ

っ

た
が

、

大

正

の
末

期

こ

ろ

よ

り
田

畑

の
有

賀

利

映

が

大

泉

川

沿

岸

の
水

田

に

野

菜

を

作

り

、

近

所

の
農

家

の
残

り
野

菜

な

ど
と

共

に

荷

車

に

積

ん

で
伊

那

町

方

面

へ

売

り

歩

く

こ

と

を
始

め

た

。
こ

れ
が

、

こ

の
村

に

お

け

る

野

菜

販

売

の
始

め

で

あ

っ
た

と
思

わ

れ

る

。

２
　

昭

和

前

期

の

園

芸

の

発

展

昭

和

の
初

頭

、

上
伊

那

農

業

学

校

の
農
場

主

任
村

上
明

彦

（
後
の
同

校
校
長
）
は

先

見

の
明

を

持

ち

、

上
伊

那

地

方

の

水
田

と

養
蚕

の
組

み
合

わ

せ
に

よ

る
単

調
で

不

安

定

な

経

営

を
改

善

す

る

た

め
、

経

営

の
中

に

果

樹

を
導

入

す

る

こ
と

を
目

指

し

た

。

そ

の

理
由

と

す

る

と

こ

ろ

は
次

の

よ

う
で

あ

っ

た

。

卵
当

地
方
は
降

水
量

が
少

な
く
日
照
時
間

が
多
く
、
病
虫
害

の
発
生
が
少
な

い
の
で
、
果

樹
栽
培
に
適

し
た
自
然
条
件
を

そ
な
え
て

い
る
。

㈲
二
十
世
紀

の
主
産
地
鳥
取
県
よ
り
京
浜

の
大
消
費
地
に
近
く
輸
送
販
売
に

有

利

で

あ

卵

養
蚕
よ
り
果
樹
栽
培
の
方
が
稲
作
と
組
合
わ
せ
た
揚
合
労
力
配
分

が
良

く
な
宍

か
つ

反
当
収
量
が
高
い
。

こ

う

し

て

昭

和

元

年

に

学

校

に
果

樹

園

五
〇
ａ

を
新

設

し
、

梨

―り

ん

ご

Ｉ
ぶ

ど

7jj
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表
6
j
5
3
　農
村
不
況
下
の
農
産
物
反
当
経
済
収
支
〔
昭
和
七
年
〕

こ
大　ん　　　 大　小　米

に　繭
根　 や　　　 豆　麦

く

種

類

ﾊﾟ ∧ ○

（］⊇ （Ξ） テ （Ξ） 乙ﾝ　玉

反
当

収
量

一一 一
工　　 一　六四　七 一六 一 三

七　 〇 メハ 七　〇　
Ｒ

゛　゛
四‘　 ’ ｀　九

五 〇 円七 五 一　 四
○　○ ‾八 五　六　 銭

収
入
金
額

一

一 エ ー　　 一
五

‾
，　ﾉﾍ　ﾉ ﾍﾟ　‾　 一

五　 八　 四　 四　 五　 まi

●　　●　　●　　●　　条六 六 三 〇 九
回

五 九 五 三 四 銭

京
嶺

一　 八

一　 三　 四　 三　 四　 三

●　　ぜ　　嶮　　●　　＠　　
円

八 一 四 五 二 九

五 一 三 二 二 二

羞

残

く　　　 草　甘　牛　白
る　梨
み　　 果 藍 剪 菜

種

類

⊇ ﾌご ﾌぐ゙ こづ 万 Ξ

（］ｼﾃﾞ?（Ξ）（ｼｼ） ⊆）（Ξ） ワ

反

当

収
量

一
－

四 五 九 五 七 七
八 〇 四 六 〇 〇

●　　●　　●　　●　　●　　円○　○　五　 〇　〇　〇
○　○　Ｏ　Ｏ　Ｏ　Ｏ

収入

金
額

一

三 二 七
四 五 五

四　五　九　〇　六　一

゛
円

五 六 五 二 四 二
六 二 五 五 五 〇

支
出

金
額

コ コ ‾ ‾ コ 一三　二　四　五　三　八

●　　
四　　・ ・　・　　円

四 ・　九　七　五　八
四　三　五　五　五　〇

差
引
残

（
長
野
県
農
会
報
よ
り
作
成
）

う
・
桃
な
ど
を
栽
培
し
、
特
に
二
十
世
紀
梨
の
栽
培
に
力
を
入
れ
た
。

昭
和
五
年
か
ら
の
繭
価
の
暴
落
は
養
蚕
家
に
大
打
撃
を
与
え
た
の
み
で
な
く
、

他
の
農
産
物
も
下
落
し
農
村
は
一
大
苦
境
に
陥
っ
た
。
そ
の
た
め
養
蚕
偏
重
の
経

営
に
対
す
る
反
省
が
生
ま
れ
た
が
、
農
産
物
の
中
で
は
表
６
－
5
3
の
よ
う
に
園
芸

作
物
が
比
較
的
有
利
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
情
勢
の
も
と
で
、
上
伊
那
農
業
学
校
に
お
け
る
二
十
世
紀
梨
の
好

結
果
を
見
て
、
上
伊
那
郡
内
に
初
代
上
伊
那
園
芸
協
会
長
と
な
っ
た
桃
沢
匡
勝
ら

十
数
人
の
二
十
世
紀
梨
栽
培
の
先
駆
者
た
ち
が
現
れ
た
。
本
村
北
殿
の
有
賀
義
次

も
そ
の
一
人
で
あ
っ
て
、
本
村
二
十
世
紀
の
本
格
的
栽
培
の
草
分
け
と
な
っ
た
。

か
く
し
て
、
早
く
も
昭
和
六
年
秋
に
は
上
伊
那
園
芸
協
会
が
発
足
し
村
内
で
は
昭

和
七
年
に
南
箕
輪
果
樹
組
合
が
結
成
さ
れ
、
果
樹
園
芸
発
展
の
た
め
に
努
力
が
注

が
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
野
菜
栽
培
者
も
し
だ
い
に
増
加
し
、
昭
和
七
年
、
中
部
農
会
連
合
に
よ
る

青
物
市
場
が
開
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
伊
那
町
に
青
物
夜
市
が
開
か
れ
、
野
菜

栽
培
農
家
の
生
産
物
販
売
の
便
を
図
り
、
そ
の
栽
培
を
奨
励
す
る
こ
と
に
も
な
っ

た
。
し
か
し
、
本
村
は
西
天
竜
完
成
に
よ
り
西
天
地
帯
は
ほ
と
ん
ど
開
田
さ
れ
、

園
芸
作
物
の
作
付
け
は
余
り
進

ま
ず
本
村
か
ら
こ
の
市
場
に
参

加
し
た
者
は
な
く
、
僅
か
に
南

殿
の
唐
木
正
利
、
清
水
宗
雄
、

山
崎
定
一
ら
が
果
菜
類
の
苗
を

育
て
付
近
の
農
家
に
分
譲
し
、

生
産
し
た
野
菜
を
伊
那
町
の
商

店
に
販
売
し

た
程
度
で
あ
っ

た
。県

は
養
蚕
の
不
況
か
ら
脱
出

す
る
た
め
、
産
業
転
換
五
か
年
計
画

を
樹

立
し
、

果
樹
冲

野
菜

の

栽
培

を

奨
励

し
、
北
信
地
方
で
は
養
蚕

よ
り
華
果
栽
培
が
優
位
に
立
ち
、

高
冷
地
に

お
い
て
は

甘
藍
・
白
菜
・
美
濃
早
生
大
根
が
各
地
に
栽
培
さ
れ
、
国

鉄
小

海
線
の
沿

線
や

菅

王

局
原
等
が
野
菜

の
生
産
地
に
な

っ
た
。

長
野
県
農
会
は
逐
次
発
展
す
る
園
芸
農
産
物
に
対
処
す
る
た
め
斡

旋

部

を

設

け
、
野
菜
・
果
樹
・
沢
庵
漬

な
ど
の
統
制

を
図

り
、
共
同
販

売
等
の
市
場
対

策
を
行

な

っ
て
そ

の
発
展
に
努
め
た
。
ま
た
上
伊
那
園
芸
協
会
は
梨

・
早
果

等
主
要
果
樹

の

栽
培
要
項
を
制
定
し
て
生
産
面

の
統
制
を
す
る
外
、
販
売
面

で
の
統
制

な
ど
多
方

面
に

わ
た
る
統
制
指
導
を
行

っ
て
そ

の
発
展
に
努
力
し
て

い
る
。
昭

和

二

年
上

伊
那
園
芸
協
会
が
定

め
た
奨
励
品
種
は
次

の
よ
う
で
あ

っ
た
。

梨

二
一
十
世
紀
で
（

Ｉ
ト
レ
ッ
ド
、
好
本
号
、
ツ
ー
リ
ー

華
果
・：
紅
玉
、
国
光
、
デ
リ
シ
ャ
ス
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
デ
リ
シ
ャ
ス
、
イ
ン
ド

昭
和

コ

二
年
に

は
上
下
伊
那

を
併
せ
て
伊
那
果
実
出
荷
統
制
委
員
会
を
発
足
さ

せ
て
、
伊

那
産
果
実
特
に

二
十
世
紀

の
有
利
な
販
売
と
市
場

の
開
拓
を
目
指
し
、

同

一
四
年

に
は
り
ん
ご
五
〇
万

箱
梨
五
〇
〇
〇
箱

の
海
外
輸
出
を
図
る
ま
で
に
発

展
を
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
上
伊

那
園

芸
協

会
の
組
合
員
数
も
昭
和

一
〇
年
ご

ろ

712
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の
三
三
名
か
ら
昭
和

二
（
年
三
八
五
名
、
昭
和
一
一
年
の
八
〇
九
名
と
著
し
い
増

加
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
戦
時
体
制
下
に
入
る
と
し
だ
い
に
各
面
に
わ
た
り
統
制
を
強
化
す
る

に
至
り
、
園
芸
農
業
は
大
き
な
打
撃
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
昭
和
一

五
年
に
は
青
果
物
の
配
給
統
制
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
県
内
作
物
で
は
馬

鈴
薯
・
大
根
・
と
う
が
ら
し
・
人
参
・
牛
苓
・
甘
藍
・
白
菜
・
梅
・
桃
・
桜
桃
・

柿
・
梨
二
平
果
・
ぶ
ど
う
の
一
四
品
目
が
統
制
規
則
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
な

り
、
同

二
（
年
に
は
農
地
作
付
統
制
に
よ
っ
て
、
主
要
食
糧
作
物
の
作
付
け
が
優

先
さ
れ
、
果
樹
の
新
植
が
禁
止
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
果
樹
は
不
急
不
用
作
物
と
し

て
非
難
を
受
け
る
に
至
り
、
果
樹
園
芸
家
に
よ
る
「
果
樹
園
芸
報
国
運
動
」
な
ど

が
行
な
わ
れ
る
状
態
に
立
ち
至
っ
た
。
し
か
し
、
果
樹
は
結
果
最
盛
期
を
む
か
え

る
樹
木
が
多
く
な
り
、
一
九
年
ご
ろ
ま
で
は
生
産
が
増
加
し
た
。
だ
が
、
昭
和
二

〇
年
に
は
果
樹
園
整
理
転
換
令
や
肥
料
・
典
薬
・
労
力
等
の
不
足
に
よ
っ
て
大
幅

な
減
産
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

表6 -54　明治8 ･10 年営業種目と人

数

六
　
商
工
業
の
発
展

〔
〔
　

商
　
　
　

業

１
　

明
治
初
年
の
商
業

明
治
の
新
時
代

を
迎
え
て
も
本
村
の
ほ
と
ん
ど
は
農
蚕
業

で
生
計

を
立
て
て
い

た
。
中

に
は
農
間

わ
ず
か
に
農
産
物
を
売
り
、

ま
た
は
日
用
雑

貨
を
受

け
売
り
す

る
者
か
お
る
程
度

で
商
業

と
し
て
と
り
た
て
て
言

え
る
ほ
ど
の
者

は
な
か
っ
た
。

明

治
九
年

の
旧
村
誌
に

は
民
業

篇
に
商

を
業

と
す
る
者

の
数

は
記
載

さ
れ
て
い

な
い
。
表
6
1
5
4
に
見

ら
れ
る
営
業
種
目
に
商
業
者

の
数

が
わ
ず
か
に

あ
る
が
そ

れ
ら
は
農
業

の
片

手
間
に

す
る
営
業

で

あ

っ

た
。
旧
村
誌
に

は
「
物
産
」
及

び

「
製
造
物
」

の
項
に
「
自
用

の
他
外
他

へ
輸
出

す
」
と

あ
る
は
仲
買
人
に
売
り
渡

す
か
、
農
間
に
集
荷
し

た
も

の
を
出

す
程
度
で
商
業
と
し
て
と
り
立
て

る
ほ

ど
で

は
な
か
っ
た
。
維
新
以
後

は
職

の
自
由
は
許
さ

れ
た
が
、
そ

れ
を
営
む
に
は
鑑
札

が
無

く
て
は
な
ら
な

か
っ
た
。

明
治
八
年
一
一
月
「
諸
稼
人
名
前
書
上
」
、
同

一

〇

年
八
月
「
県
税
営
業
鑑
札

料
、
営
業
税
金
仕
訳
名
前
簿
」
を
整
理
し
て
み
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

宿
営
業
　

鑑
札
料
一
円
、
年
平

均
止
宿
一
〇
〇
〇
人
以

上
税
五
円
、
五
〇
〇
人

営　業　種　 目 靉 10年

宿　　　 営　　　 業

荷　 積　 車　 営業

煮　　　 売//

紺　　　 屋//

古 着 古 道 具//

洋　　　 物//

質　　　 貸//

菓　　　 子//

雑　 菓　 子//

茶　　　 商//

小　 問　 物//

翫　　　 物//

椛　　　//

莞死 牛 馬 買 入//

漁　　　　//

岩 石 掘 取//

人 寄 定 席//

売　　　 薬//

人　 力　 車//

髪　　　 結//

魚 島 振 商//

音 曲 三 味 線//

牛 馬 売 買//

戸
１９

５

３

２

卜

１

３

１９

２

４

１

一戸
２１

３

１３

１０

８

４

２

２

２

４

１

１

１

１

１５

７

４

４

１４

８

計
戸

68

戸

124

(塩ノ井大東文書)
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以
上
三
円
、
五
〇
〇
人
以
下
一
円
五
〇
銭
、
一
〇
〇
人
以
下
一
五
銭
と
あ
り
、
一

年
間
止
宿
人
五
〇
〇
人
以
上
一
戸
、
五
〇
〇
人
以
下
三
戸
、
一
〇
〇
人
以
下
一
七

戸
で
あ
っ
た
。
明
治
一
一
年
に
な
る
と
こ
の
う
ち
八
戸
が
廃
業
し
た
。

北
殿
が
宿
場
に
な
っ
て
か
ら
順
次
宿
屋
が
増
し
、
幕
末
に
な
っ
て
伊
那
街
道
の

交
通
が
繁
く
な
り
、
中
馬
の
往
来
も
増
加
す
る
に
つ
れ
宿
営
業
や
煮
売
業
も
繁
昌

し
た
が
維
新
後
宿
駅
制
度
が
廃
止
に
な
り
、
中
馬
も
運
送
車
に
替
り
、
さ
ら
に
伊

那
電
の
開
通
に
よ
っ
て
宿
営
業
は
成
り
立
た
な
く
な
っ
た
。

以
下
煮
売
業
・
古
着
業
・
小
間
物
洋
物
商
・
質
貸
営
業
・
菓
子
商
営
業
・
茶
商

営
業
・
小
間
物
商
・
翫
物
営
業
・
椛
営
業
・
筒
牛
馬
買
入
営
業
・
漁
営
業
・
岩
石

掘
取
営
業
・
人
寄
定
席
営
業
・
俳
優
営
業
・
人
力
車
営
業
に
つ
い
て
の
人
数
・
鑑

札
料
等
説
明
略
。

２
　
明
治
中
期
の
商
業

明
治
も
中
期
に
な
る
と
一
般
家
庭
の
生
活
も
や
や
向
上
し
、
商
品
の
需
要
も
増

し
て
き
た
。
表
6
1
5
5に
見
ら
れ
る
よ
う
に
商
品
扱
い
戸
数
も
増
し
た
。
た
だ
し

こ
こ
に
挙
げ
た
数
は
そ
の
ま
圭
戸
数
を
示
す
も
の
で
な
く
、
商
品
取
扱
い
戸
数
を

一
戸
で
数
種
類
を
扱
っ
て
い
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
項
に
一
と
数
え
た
も
の
で

あ
る

し
、
半
農
半
商
で
あ
っ
て
も
一
と
数
え
て
あ
る
か
ら
実
際
の
専
業
商
業
商
家
は
表

の
示
す
数
よ
り
は
る
か
に
少
な
い
。

表
６－
5
5
　明
治
中
期
の
仲
買
お
よ
び
卸
小
売
商
数
（
役
場
統
計
材
料
）

七 六 五 四 三 ニ ー

穀 荒 小 足 綿 麻 蚕
類 物 間 袋 ・ 苧 種

類 物　 真 ・ 及

綿 麻 び
糸 繭

一一 一 一

○ 二　　　　　 〇

一明
七治

一一 一　　　　　 一
一

○ 五　 二　　 五

一明
八治

一一
六　　 二 一　 〇

一明
九治

一　　　　　　 一

心　　　　　　　J　　 ノヘ

二明
○治

一　　　　　　 一
五　　　　 一 二 五

三回

－一
八　　　　　　　　 一

二
明

四治

二 四　　　　　 二
一 ニ ー　 －　 ○

二明

六治

三 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一

○ 九 八 七 六 五 四 三 二 一 〇 九 八 七 六 五 四 三 二 一 〇 九 八
－　　　　 －　 －

和
洋
酒

味
噌
・
醤
油
・
麹
類

乾
物
・
青
物
・
果
物

魚
鳥
獣
類

鰹
節
・
鶏
卵

菓
子
類

茶豆
腐
類

煙
草

薬
種
・
売
薬

陶
器

時
計
直
し

材
木
類

石
油
・
水
油
類

印
判
印
肉

桶指
物
・
木
具

建
具
類

種
物

苗
木
類

塩
類

古

鉄
・
古
着

雑
そ
の
他

一 一

一

一

一五　　 二一 一
一

一

一

一

一

一

一

一

一 一五五　 一 一
一

一

一

一

四　　　　　 一 一 一 一 五 一 一 一 六　 五 一 九 一 二 三 五 六

一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一
一

一　　　　　 一　 一 二 五 一　　 五　 五　 七 一 三 三 六 九

一
一

一　　　　 一 一　 二 二 五　　　　 三 一 五　 九 一　 一 九

2
6年
は
こ
の
外
に
　
太
物
呉
服
６
　
牛
馬
売
買
８
　
飲
食
店
1
2
　旅
寵
屋
4

2
6年
分
は
役
場
営
業
台
数
に
よ
る
。

一

四 一 四　 五 二　 一 六

一　　 一
三〇　 八 五

Z召

一

一

一
一

一

一一　　 一一

一

三

二

七 －五
一

一

一

一五 七 七 一　 二　 一

３
　
明
治
後
期
か
ら
大
正
・
昭
和
初
期
の
商
業

日
清
日
露
の
戦
争
に
勝
っ
て
国
内
の
経
済
生
活
が
活
発
に
な
り
、
養
蚕
に
よ
っ

て
農
家
の
現
金
収
入
が
増
し
て
村
内
の
商
店
も
や
や
活
気
を
帯
び
た
。
し
か
し
明

治
三
〇
年
に
は
隣
村
の
伊
那
村
が
伊
那
町
と
な
っ
て
商
業
が
栄
え
、
木
下
松
島
も

商
店
街
を
形
成
し
た
が
本
村
は
依
然
と
し
て
農
業
主
体
の
村
で
あ
る
こ
と
に
変
わ

り
な
く
商
店
の
数
も
、
取
り
扱
う
晶
も
大
し
て
増
す
こ
と
も
な
く
、
半
農
半
商
の
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表
６
１
Ｓ
　

大
正
十
二
年
物
価
と
購
入
先

魚 糸
湯 敷 ご び ボ 甲 鎌 筆 歯 麻 電 石 ち 口 酒 油 松 醤 そ ム コ か マ せ 黒 赤 馬 落 豆

代 代 札 島 む く Ｉ 掛　　 み 裏 球 け よ １　 楊 い 油 う シ ン し ツ ん 砂 砂 肉 雁 腐
た 靴　 シ た　　 が ぞ　 ん う ソ　　　 か　 め　 ニ　 チ ベ 糖 糖

ば　　　　 び　　　 き う　　　 ち ク　　　　　 ん　 ャ　　　 い
こ　　　　　　　　　　　　　り　　　　ん　　　　　　　　　　　　　ク

品

名

一　　　　一　　　　　　　　　　
－

○　　　　○　　　　　　　　　　　○
一　　 一 一 一 一 一　 一 一 一 一 一 ○ 一 一 〇 一 一 一 一　　 〇 一 一

？ ？ ？ 一 足 一 一 足 丁 本 袋 足 ″ こ 張 本 升 枚 匁 升 ゎ 匁 丁 斤 箱 斤 μ　μ　匁 斤 丁

単

位

－
五

一　　　 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｓ　　　　　　　　 一
三 五 ニ ー ○ 三 一 九 四　 二 六 一 一 三　 九　 三 四　 三　 二　 二 一 一 四 二 〇
〇 〇 〇 五 〇 二 六 七 五 七 七 五 〇 〇 五 － ○ 五 〇 〇 五 三 五 四 五 〇 四 八 〇 二 銭

価

格

吉 伊 梅 糸 組 伊 組 伊 伊 沢 組 沢 伊　 沢 組 糸 松 伊 伊 沢 伊 瀧 組 組 沢 神 組 池 組 松

村 那 の 屋 合 那 合 那 那 屋 合 屋 那
″ 屋 合 屋 島 那 那 屋 那 屋 合 合 屋 田 合 野 合 島

屋 町 湯　　 町　 町 町　　　　 電　　　　　 豆 町 町　 町　 そ　　 亀　 屋　 豆
鯉　　　　 に　 美 嶋　　　　 灯　　　　　 腐 塩 重　 塩　 の　　　　　　　 腐

屋　　　　 て　 ノ 屋　　　　 会　　　　　 屋 屋 盛　 屋　 他　　　　　　　 屋
半 金　　　　 社　　　　　　　　　　 魚

物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 店
店

購

入

先

ブ
リ
キ
ヒ

シ
ヤ

ホ
ー
キ

さ
ら
し

か
ら
か
さ

繩
取
紙

理
髪
料

シ
ス
た
び

油
代

お
茶

菓
子

剪
定
鋏

太
物

巻
紙

下

駄

-

--

一

尺

-

-７　-

七
五

六
五四

七
〇五

一

五

七
八

－

○

二
〇

一
五

一
三
〇

二
〇
〇

一
〇

四
二

征
矢
市
衛

行
商

沢
屋

藤
倉

組
合

山
崎
寿
恵
吉

伊

那
町
板
屋

井
口
商
店

沢
屋

正
英
屋

伊
那
町
嶋
屋

伊

那
町
大
丸
呉
服
店

井
口

組
合

（
俵
屋
文
書
）

商
店

が
各
部
落
に
点
在

し
て
い
る
だ
け
で
商
店
街

を
形
成

す
る
に

は
い
た
ら
な
か

っ
た
。

南
殿

の
「
俵
屋
」

の
大
正

コ

ー年

の
「
金
銭
出
入
帳
」
を
見
る
と
当
時

の
物
価

が
わ
か
る
ば
か
り
で
な

く
、
そ

の
購
入
先
も

わ
か
る
。
日
用
雑
貨

の
こ
ま
ご

ま
し

た
も
の
は
村
内

の
商
店
で

ま
か
な

っ
た
が
や
や

ま
と
ま

っ
た
買
物
に
は
伊
那
町
や

木
下
、
松
島

ま
で
出

か
け

た
。

表
６
－
5
6
中
組
合
と

あ
る
の
は
大
正
一
〇
年
に
設
立

さ
れ
た
「
南
箕
輪
村
信
用

販

売
購
買
組
合
」

の
こ
と
で

あ
る
。
こ

の
組
合

の
歩
み
や
商
業
活
動
に

つ
い
て

は

別
項
に
述

べ
る
。

明
治
後
期

か
ら
大
正
に

か
け
て
商
家
は
余
り
変

わ
ら
な

い
が
、
明
治
後
半
期

か

ら
養
蚕
が
盛

ん
に
な
り
、
桑
園

へ
の
肥
料

の
需
要
が
増
大
し
て
新
し

い
商
家
が
出

た
。
大
正
初
頭
に
塩
ノ
井
の
「
大
阪
屋
」
が
「
内
外
肥
料
並
び
に
英
国
中
性
ア
ン

モ

ニ
ア
指
定
商
」
と
な

っ
て
肥
料
商
を
始
め
た
。
村
内
ば
か
り
で
な
く
吹
上
方
面
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や

福

島

方

面

ま

で

販

路

を

広

げ

運

搬

は

四

輪

馬

車

を

雇

っ
て

や

っ
た

と

い
う

。

そ

の
後

塩

ノ

井

の
「

古

屋

」

つ

い
で

「

大

湊

屋

」

も

始

め

、

南

殿

の
「

俵

屋

」

は

米

穀

ば

か
り

で

な

く

肥

料

も

扱

い
始

め

た

。

繭

の
仲

買

商

は

季

節

的

の
も

の
で

副

業

的

の
も

の
で

も

あ

っ

た

。

明

治

末

期

か
ら

大

正

、

昭

和

の
初

期

に

か

け

て

養

蚕

家

と

製

糸

家

の
中

間

に

あ

っ
て

活

躍

し

た

。
村

内

ば

か
り

で

な

く

他

郡

、

他

県

に

ま

で

出

か
け

る

者

も

あ

っ

た

。

「
俵

屋

日

記

」

に

次

の
記

事

が

あ

り

当

時

の
状

況

が

目

に

浮

か
ぶ

。

大
正
六
年

八
月
九
日
　

晴
天
　

雷
雨
有

夏
蚕
早
ロ
ノ
繭

カ
キ
ニ
テ
掃
キ
立
テ
当
時
（

六
貫
見
込
ミ
ナ
リ

シ
ガ
意
外
ノ
上
成
績
ニ
テ

七
貫
八
百
位
有
リ

ク
リ
。
一
貫
目

二
対

ス
ル
値
段

戸
九
円
三
十
銭
、
但

シ
ハ

日

二
（

拾
円

ノ
買
人
有
リ

シ
モ
拾
壱
円
卜
気
張

り
居
リ
、
七
十
銭
安
ニ
テ
木
ノ
下

製
糸

二
売
リ

タ
ジ

繭

仲

買

人

が

商

魂

を

発

揮

す

れ

ば

養

蚕

家

も

ま

た

商

売

気

を

出

し

て

こ

れ

と

駈

け

引

き

す

る

さ

ま

が

う

か

が

わ
れ

る

。

製

糸

工

場

が

組

合

製

糸

に

統

合

さ

れ

、

養

蚕

家

が

そ

の
傘
下

に

は

い
る

ま

で

は

こ

の

よ

う

な

状

況

が

続

き

繭

値

は

仲

買

人

が

目

利

き

に

よ

っ
て

値

段

を

つ
け

た

。

し

た

が

っ
て

家

に

よ

っ
て

相

違

が

あ

っ
た

。

４
　

戦

時

統

制

下

の

商

業

昭

和

六

年

に

満

州

事

変

が

勃

発

し

、

コ

ー年

に

は

日

華

事

変

へ

と

大

陸

に

お

け

る

戦

線

は

拡

大

の
一

途

を

た

ど

っ
た

。

そ

れ

と

と

も

に

国

内

の

生

活

物

資

は

し

だ

い
に
不

足

し

て

い

っ
た

。

国

は

戦

争

目

的

達

成

の

た

め

に

戦

時

経

済

統

制

を

始

め

た

。

戦

争

目

的

遂
行

の

た

め
以

外

の

品

物

生

産

は

抑

制

さ

れ

た

り

禁

止

さ

れ

た

り

す

る

一

方

軍

需

産

業

が

急

速

に

勃

興

し

た

。

一

四

年

に

は

物

価

統

制

令

が

施
行

さ

れ

、

ま

ず

、

清
酒

・

麦
酒

・

清

涼

飲
料

の

販

売

価

格

が

統

制

と

な

っ
た

。

一

五

年

に

は
米

・

み

そ

・

醤

油

・

塩

・

マ

ッ

チ

等

一

〇

品

目

の

切

符

制

が

決

ま

り

、

翌

一

六

年

二

月

に

は

こ

れ

ら

の

も

の

は

家

族

数

や

家

族

の

年

齢

に

応

じ

た

切

符

に

よ

る
配

給

と

な

っ

た

。
長

野

県

で

は
酒

類

配

給

統
制

規
則

を

定

め

町
村

ご

と

に
小

売
店

を

整

理

し

て

共
同

配

給

所

を

作

ら

せ

た

。

一
七
年
四
月
に
は
中
小
商
工
業
の
整
理
が
行
な
わ
れ
、
企
業
整
備
が
行
な
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
企
業
整
備
が
行
な
わ
れ
、
配
給
制
度
が
実
施
さ
れ
て
物
資
は
自
由

に
売
買
で
き
な
く
な
り
、
米
・
塩
・
油
類
・
衣
料
等
は
行
政
機
関
を
通
し
て
配
給

通
帳
が
消
費
者
に
渡
さ
れ
、
商
店
は
各
商
品
別
の
組
合
が
荷
受
け
し
た
も
の
を
消

費
者
の
切
符
の
点
数
に
応
じ
た
量
を
配
給
ま
た
は
販
売
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う

状
態
に
な
っ
た
。

商
品
の
価
格
は
す
べ
て
公
定
価
格
で
取
り
引
き
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
乏
し

い
物
資
の
統
制
が
強
化
さ
れ
る
と
一
方
に
は
闇
取
引
が
横
行
す
る
よ
う
に
な
り
、

経
済
警
察
が
忙
し
く
な
っ
た
。

戦
争
が
激
烈
に
な
る
と
生
活
必
需
物
資
は
い
っ
そ
う
欠
乏
し
切
符
に
よ
る
、
買

い
得
る
点
数
は
持
っ
て
い
て
も
買
え
る
品
が
無
い
と
い
う
状
態
も
起
き
て
き
た
。

酒
・
魚
・
た
ば
こ
な
ど
も
隣
組
を
通
じ
て
配
給
す
る
よ
う
に
な
り
、
本
村
の
商
店

は
開
店
休
業
と
い
う
状
態
が
続
い
た
。
長
田
百
貨
店
な
ど
は
大
泉
所
で
マ
ン
ガ
ン

採
掘
の
た
め
の
事
務
所
を
お
き
そ
の
筋
か
ら
派
遣
ざ
れ
た
大
と
共
に
マ
ン
ガ
ン
採

掘
に
従
う
と
い
う
状
態
が
終
戦
時
ま
で
続
い
た
。

≒
　
工
　
　
　
業

１
　
職
　
　
　
大

明
治
維
新
を
迎
え
て
一
般
民
衆
は
職
業
を
自
由
に
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
明
治
初
年
の
村
民
の
生
業
を
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る
資
料
に
明
治
七

年
の
「
雑
税
皆
済
帳
」
が
あ
る
。
ま
た
、
明
治
九
年
と
一
一
年
に
上
申
し
た
「
村

誌
」
も
村
民
の
生
業
を
知
る
う
え
に
よ
い
資
料
で
あ
る
。
今
そ
の
二
資
料
に
よ
っ

て
工
業
を
考
え
て
み
る
。
工
業
と
い
っ
て
も
職
人
衆
に
よ
る
手
工
業
の
域
を
出
て

い
な
い
。
こ
れ
に
よ
る
と
当
時
の
職
人
に
は
、
紺
屋
・
紙
沫
・
石
工
・
大
工
・
鍛

治
・
木
挽
・
桶
師
・
左
官
・
畳
師
・
柚
・
豆
腐
屋
・
硯
石
製
造
業
が
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
の
「
雑
税
皆
済
帳
」
の
一
部
分
を
抄
出
す
る
。

7 巧
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明
治

七
年
甲
戌
雑
税
皆
済
帳

一
金
四
円
八
拾
三
銭
三
厘

一
金
三
円

四
拾
五
銭

新
規

一
金
壱
円

九
拾
銭

一
金
四
拾
銭

九
厘

一

金
四
拾
壱
銭

七
厘

信
濃
国
伊
那
郡
南
箕
輪
村

水
車
税
　
　
　

一
金
弐
円

紺
屋
税

同
　

断

鳥

勧
税

麻
綿
売
渡
税

図6-40　 明治７年甲戌雑税皆済帳表紙と内容一部

一
金
四
円

新
規

一
金
五
拾
銭

一
金
五
拾
銭

一
金
壱
円

七
拾
銭

石
工
税

大
工
税

同
　

断

鍛
冶
税

桶
師
税

一
金
弐
拾
五
銭（

中

一
金
八
拾

七
銭
五
厘

略

Ｗ

紙
薇
税

左
官
税

新
規

一
金
弐
拾
五
銭

一
金
五
拾
銭

（
以
　
下
　

金
）

合
金
三
拾
七
円

九
拾
七
銭
四
厘

右
（

甲
戌
雑
税
金
書
面
ノ
通
り
収
納
皆
済
セ
ル
ム
ル
者

也

明

治
八
年

五
月

十
日

右
村

戸
　
長

副
戸
長

総
百
姓

筑

摩
県
権
令
　

水ヽ
山
盛
輝
回

同
　

断

萱
屋
根
師
税

（
役
場
文
書
）

ま
た
明
治
一
〇
年
と
一
五
年
郡
長
宛
の
報
告
に
よ
る
と
本
村
の
工
産
物
は
表
６

－
5
7
の
と
お
り
で
あ
る
。

明

治
二
四
年

の
「
営
業
台
帳
」
に

よ
る
と
職
人
衆

は
表
６
－
5
8
の
と
お
り
で

あ

る
。明

治
二
四
年
上
申

の
「
農
工
朧

朧
賃
銭
」
に

よ
る
と
、
当
時

の
手
工
業
者

の
賃

銀

は
表
６
－
5
9
の
よ
う
で
あ

る
。

２
　

手
　

工
　

業

印
　

水
　
　
　

車

明

治
年
間

の
精
米

は
専

ら
水
車
に

よ
っ
た
。
段

丘
崖
か
ら
の
湧
水
や
沢

の
水
、

大

泉
川
や
大
清

水
川

か
ら
の
引
水

を
利
用
し

て
外

で
水
車

を
回
し
、
屋
内

で
抗
臼

と
挽
臼

を
据
え
、
米

を
精
し

た
り
、
粉

を
挽

い
た
。
総

べ
て
届
出
を
し
税
を
納

め

ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
自
家
用

だ
け

の
も

の
は
一
個

か
二
個

の
掲
口
と
挽
臼
を
持

ち

わ
ず
か
に
近
隣

の
も
と

め
に
応

じ
る
ぐ
ら

い
で
あ

っ
た
が
中
に
は
近
隣
村
内
ば

か
り
で
な
く
、
近
郷

の
家

か
ら
も
委
託
を
受
け
て
営
業
す
る
も
の
も
あ

っ
た
。
明

治
二
四
年
の
営
業
台
帳
に
よ
る
と
村
内
に
四
〇
戸
の
水
車
持
ち
が
あ
っ
た
。
一
〇

Z 俘



第6 章 村 の発 展

表
6
1
5
7
　明
治
一
〇

こ

五
工
業
関
係
生
産
高
（
南
箕
輪
村
）

真　 繭 織 晋生 縞y 白　紬こ 七々生 縮ぢ
色 公　　　　　　　 ゛

木　　　　　　木　　　 々t

綿　　　 綿 糸 布 綿 縞y 子 絹 緬定

品

名

三ニ　 ー　　　　 一
○○　　｀　　　　　｀
○貫 三一 六　　 三 九　　 一　　 一
匁　 八九 一 五 五 八 六 五 三 一

○六 八 六 〇 〇 八 〇 五 五
匁貫 反 貫 反 反 反 反 反 反

一

〇

年
産

出

高

－－
｀　　　　　　ニ　ー

五　　　 一　五　〇　　　　　 二　一
二　　〇　五　三　〇　〇　二　二　〇　五
○　　 ○　○　五　〇　〇　〇　〇　〇　〇
貫　　貫　 ○　貫　反　反　反　反　反　反

－

五

年

三　　　 四　　　　　　　　　　 八

〇　　 二 〇　 一 一　　　　　 七
円　　 九 一　 七 二 四　　 二 円
四　 一九 円 三四 一 九 七 四 五 七
五　 〇〇 七 〇三 五 〇　五 〇　〇 五
銭　 銭円 銭 銭円 円　円　円　円 銭　 円

－

○

年
価

金九 二 六 三 一　　 一 一 一
五 五 七 二 〇 一 一 〇 〇

二　　 〇　〇　五　五　〇　〇　八　〇　五
四　　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇
円　　 円　円　円　円　円　円　円　円　円

一

五

年

二　　　　　　 三 一 二
円　　　 二　　　　　 円　円　円

十　　 五　六　八　九　五　六　六　五
五　　 〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　三
銭　　 銭　銭　円　銭　銭　銭　銭　銭　円

一

〇

年

平

均

一

個

価

格
－
一　　　　

一
一円　　　　 円

一　 八　　 五 三

二　 〇 五 〇 〇 一 五 八 五 七

円　　 銭　 円　 円　 銭　 円　 円　 円　 円　 円

一

五

年

一　 一 一 一一　　　　　　　　 一
○　 貫 反 五〇 μ　　μ　　μ　　μ　　μ　反
匁　　 当　当 年年　　　　　　　　　 当

に　 た た のの　　　　　　　　　 た ’
付　　 リ　リ 価価　　　　　　　　　　 り

一一
貫 コ
当ホ
り

備

考

表
６
－
5
8
　
明
治
二
四
年
村
内
職
人
数

職　　 種 人数

木　　　 挽

左　　　 官

大　　　 工

桶　　 工

石　　 工

鍛　 冶　職

屋　根　葺

仕　立　物

九　六　鍬

足　袋　職

提　灯　張

時 計 直 し

畳　刺　し

油　　　 ／

９

１２

２６

３

１２

４

２

２

３

１

１

１

１

１

計 77

個
以
上
の
臼
を
持
つ
家
が
コ

ー戸
あ
り
中
で
も
堀
一
郎
は
最
も
多
く
二
四
個
の
橋

臼
を
持
っ
て
営
業
し
た
。
大
正
年
間
に
は
い
る
と
発
動
機
や
電
力
に
よ
る
精
米
機

が
出
回
る
よ
う
に
な
り
順
次
水
車
は
姿
を
消
し
た
。

㈲
　
綿
　
織
　
物

表6 －59

（
役
場
文
書
よ
り
作
成
）

＼
月　　　　 給

上 中 下

大　　 工

左　　 官

石　　 工

木　　 挽

家 根 職

建 具 職

和服仕立

円５

６

６

５

６

６

６

円　銭
3.75

5

3.75

3.00

卜 日　　　　 給

鍛 冶 職 18銭5厘

＼
月　　　　 給

上 中 下

下　　男

下　　女

2円

1円20銭

1円20銭

60銭

75銭

30銭

(役場文書)
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生産の発展第5 節

た

い
が

い
の
家
に
は
機
織
機
が
あ

っ
て
農
間
に
婦
女

子
は
機
織
り
に

精
出
し
て
自

家
用

衣
類
の
綿
布
を
織
っ
た
。
別

表
（
表
６
－
5
7）
の
よ
う

に

生
産
を
あ
げ
た
。

㈲
　

絹
　

織
　

物

明

治
初
年

の
生
産
に
つ
い
て
は
別

表
（
表
6
1
5
7）
に

あ
げ
た
。
そ
の

後
南
殿

の
清
水
嘉

六
は
自
家

の
工
場

で
生
産
し
た
も
の
を
共

進
会
に
出

品

し
て
受
賞

し
て
い
る
。

な
お
明
治

一
五
年

の
生
産
額

は
表
６
－
5
7
の
と

お
り
で
あ
る
が
そ
の

後
、
絹
織

物
は
工
業

と
し

て
の
発
展

を
見

な
か
っ
た
。

(4

製
　

紙
　
業

猪
や
梶

の
皮

で
紙

を
作

り
中
折
紙
と
し

て
産
出
し

た
。
製
紙
般
各
一

般
を
も
っ
て
二
業
者
に
よ
り
年
々
お
よ
そ
二
〇
〇
束
製
し
た
。
明
治
年

間
の
売
り
値
は
一
束
五
〇
銭
前
後
で
あ
っ
た
。
こ
の
仕
事
も
主
と
し
て

農
間
作
業
で
あ
っ
た
。

㈲
　
醸
　
造
　
業

酒
類
の
醸
造
に
つ
い
て
は
明
治
八
年
の
醸
造
税
納
付
通
知
書
に
よ
る

と
、
有
賀
林
作
、
加
藤
孫
十
郎
、
倉
田
信
重
、
日
戸
勝
、
松
沢
斉
治
、

清
水
斉
の
六
人
が
清
酒
を
醸
造
し
、
右
の
う
ち
、
加
藤
孫
十
郎
は
濁
酒

を
、
清
水
斉
は
焼
酎
と
醤
油
の
醸
造
を
し
て
い
る
。

明
治

二
〇
年
本
村

の
産
額

は
清
酒

五
六
〇
石
、
価

五
七
五
円
、
販
路
管
内
、
製

造
人
三
人
、
職
工

一
一
人

と
あ
る
。

明
治

二
四
年
地
方
税
営
業
台
帳
に

よ
る
と
醸
造
人

は
次

の
と

お
り
で

あ
る
。

酒
造
営
業
人
　
日
戸
勝
、
植
田
音
弥
、
倉
田
信
十
　
以
上
三
人

自
家
用
料
人
　
高
木
正
治
、

赤
羽
猪
兵
、

高
木
昌
三
、

日
戸
伝
雄
、

小
島
彦
八
、
原
信

一
、
日
戸
伝
衛
、
高
木
才
吉
、
倉
田
三
郎
、
木
ノ
嶋
三
郎
、
松
沢
与
幸

以
上
一
一
人

茄

☆ 目

図6-41　 酒類製造場図面（ 田畑大東文書）

な
お
、
い
ま
、
明
治
二
九
年
期
の
旦
戸
勝
の
申
告
書
に
よ
る
と

酒
類
見
込
み
造
石
教
は
次
の
と
お
り
と
あ
る
。

一
清
酒
　
五
百
石

一
味
酬
　
壱
石
壱
斗
八
升

一
焼
酎
　
壱
石

な
お
酒
造
杜
氏
は
「
岐
阜
県
か
ら
雇
い
入
れ
た
」
と
あ
る
。

酒
造
り
に
は
造
石
量
に
応
し
て
納
税
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
そ
の
保
証
物

件
ま
た
は
保
証
人
を
定
め
て
申
請
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
年

7扨



村 の発展第 ６章

の
必
要

な
保
証

金
額

は

コ

ー五
〇
円
で

あ
っ
た
。
そ
れ
に
見
合

う
保
証
物
目
録
に

よ
る
と
本
人

所
有
田
地

の
う
ち
五
四
筆
、
合
計
反
別
三
町
五
反
四
畝
一
四
歩
で
こ

の
地
価
が
一
二
五
〇
円
五

九
銭

で
あ
っ
た
。
酒
造
り
に

は
設
備
投
資

を
多
額
に
要

し
た
せ
い
か
本
村

の
酒

造
家

で
は
現
代

ま
で
持

ち
こ

た
え

る
家

は
な
か
っ
た
。

㈲
　

染
　

色
　

業

明
治

一
〇
年
に

鑑
札

を
受
け

て
紺
屋
営
業

を
し

た
者

が

Ｉ
〇
大

あ
る
。
倉
田
久

内
、
征
矢

彦
三

郎
、
征
矢

保
作
、
田
中
喜
代
、
有
賀
市
郎
兵
衛
、
伊
藤
文
太
郎
、

山
崎
市

蔵
、
松

沢
弥
三
郎
、
加
藤
与
平
、
小
林
藤

蔵
で
あ
っ
た
。

明
治

二
四
年
に

は
六
人
に

減
じ
、
二
五
年
に

一
人
新

た
に
開
業
し

た
が
二
人
廃

業

し
た
。

こ
の
こ
ろ
本
村

に
は
藍
葉

の
生
産
が
相
当

量
（
旧
村
誌
に
、
石

尋

常
、
出
来
高
凡

そ
二
五
〇
〇
貫
）
と
あ
る
）
あ
り
、

清
冽

な
湧
水

が
豊
富
で

あ
る
と
こ

ろ
か
ら
染
色

業
に

は
適
地

で
あ
っ
た
が
、

そ
の
後
目

ざ
ま
し

い
発
展

は
見

ら
れ
な
か
っ
た
。

⑦
　

菓
子

製
造
業
者

明
治

二
四
年

の
地
方
税
営
業
台
帳
に

よ
る
と
菓
子
製

造
者

は
次
の
よ
う
で

あ
っ

た
。二 二 五 五

五 四 － ○

○ 六 七 八
番 μ　μ 番

地
内

一
番

居

所

會 小 池 加

阪　　 藤
田　　上

三　 喜
為 千 鉄 代
太 太 太 三
郎 郎 郎 郎

姓

名

明　　　 小
治　　　 売
廿 μ　μ　・
五　　　 出

年　　　 売
十　　　 ・
二　　　 仕
月　　　 入

五　　　 れ
日　　　 を

廃　　　 兼
業　　　 ね

る

備

考

３
　

製
　

糸
　

業

家
庭
座
繰

時
代

（

役

場

文

書
）

江
戸
時
代
は
米
麦
等
の
穀
類
生
産
を
主
と
し
、
田
畑
に
桑
を
栽
培
す
る
こ
と
を

禁
じ
ら
れ
て
い
た
た
め
庶
民
は
わ
ず
か
に
田
畑
の
畦
畔
や
荒
地
に
栽
培
し
た
桑
で

蚕
を
飼
い
自
家
用
の
紬
や
真
綿
を
製
造
し
て
い
た
。
江
戸
中
期
以
後
に
な
る
と
商

品
流
通
が
信
州
の
農
村
に
も
浸
透
し
て
き
て
幕
末
に
な
り
開
港
後
は
生
糸
の
需
要

が
増
加
し
、
明
治
に
な
る
と
作
物
の
自
由
が
許
可
さ
れ
、
本
村
で
も
輸
出
用
の
生

糸
を
製
造
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
旧
村
誌
」
萌
治
九
年
編
）
に
「
生
糸
上
、
五

〇
貫
横
浜
へ
輸
出
」
と
あ
る
。

昔
の
製
糸
は
手
挽
で
あ
っ
た
。
屋
内
の
土
間
か
軒
下
へ
土
が
ま
を
築
き
、
鉄
製

の
二
升
鍋
を
か
け
て
繭
を
煮
、
右
方
に
置
い
た
牛
首
の
繰
わ
く
を
右
手
で
回
し
、

左
手
で
数
粒
の
繭
か
ら
引
き
出
し
た
糸
を
巻
き
と
る
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。
糸

は
太
く
、
せ
い
ぜ
い
一
日
に
二
升
ぐ
ら
い
の
繭
を
繰
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
幕

末
に
は
座
繰
法
が
工
夫
さ
れ
た
。
座
繰
り
は
一
人
で
二
つ
以
上
の
繰
り
枠
を
回
転

す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
、
足
で
枠
を
回
す
こ
と
も
で
き
て
能
率
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
た
。
養
蚕
を
副
業
と
す
る
家
の
婦
女
子
が
農
間
に
副
業
と
し
て
繰
糸

す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
生
糸
を
、
こ
れ
と
農
閑
期
に
生
糸
売
買
を
副
業
と

す
る
人
ま
た
は
商
店
の
人
が
各
戸
を
回
っ
て
買
い
集
め
こ
れ
を
東
京
横
浜
等
の
生

糸
商
人
ま
た
は
問
屋
に
売
り
込
ん
で
い
た
。

㈲
　
機
械
製
糸
工
業

ア
　
有
賀
又
七
郎
の
製
糸
工
場

明
治
七
年
に
北
殿
の
有
賀
又
七
郎
は
工
女
一
〇
名
で
自
宅
で
座
繰
り
に
よ
る
製

糸
を
始
め
た
。
同
一
〇
年
に
は
三
〇
名
の
工
女
に
よ
る
機
械
製
糸
工
場
を
設
立
し

た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
明
治
一
四
年
第
二
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
生
糸
を
出
品

し
た
際
の
出
品
票
に
添
え
書
き
さ
れ
た
説
明
に
つ
ぶ
さ
に
述
べ
て
あ
る
。

説
明
書

名　物

生
糸

言　方

人品出

長
野
県
信
濃
国
上
伊

那
郡
南
箕
輪
村

二
百

六
拾
四
番
地

平
　

民

有
賀
又

七
郎

7加



生産の発展第5 節

産
地
製
造
場

長
野
県
下

、
上
伊

那
郡
南
箕
輪
村
二
百

六
拾
四
番
地
有
賀
又

七
郎
宅
地

二
明
治
十
年
機
械

揚
設

立
製

造
ス
。
本
場
間
口

八
間
半
奥
行
四
間
半
二
階
付
、
附
属
建
物
、
蒸
気
釜
壱

力
所

煙

筒
壱

力
所

、
水
利
（

呑
用

水
ヲ
用
ウ

。
食
場
壱

力
所
、
機
械
（

エ
女
三
十
人
立
デ
煮
釜

三
十

、
取
釜
三
十
陶
器
釜
也

。
湯
気
（

銅
丸
樋

ニ
テ
仕
掛

ケ
水
（

竹
樋

ニ
テ
仕
掛

ケ
イ

ナ

（
マ
マ
）

ツ

マ
挽

キ
大

糸

柵

場
本

場

裏

ニ

テ
製

ス

。
繭

置

場
（

本

宅

ヲ

用

ウ

。
繭
（

上

下

ノ
伊

那

郡

及

ビ
東
西
筑
摩
郡
村
蓬
［［（
々
ニ
テ
養
蚕
繭
出
来
ノ
際
上
等
繭
買
イ
入

レ
ル
。

製
造
法

運
転

ノ
カ
、
水
車
、
径

八
尺
、
蒸
気
崖
三
石
入
、
焚
火
口
立
場
ノ
熱
度
百
二
十
度
、
繰
糸

場

ノ
熱
度

八
十
度

、
元
繭
燥
殺
一
卜
繰
元
繭
二
升
釜
毎

二
自
分

ニ
テ
ロ
ヲ
出

ス
。
口
出

シ

（
マ
マ
）

（

藁

笥
ヲ
用
ウ

。
繭

ノ
附
数
五
粒
、
大
雙

ノ
寸
（

周
五
尺

七
寸
、
四
百
回
デ
ュ

ー
ル
十
二

ナ
リ

。
然

レ
ド

モ
夏
蚕

卜
（

熱
度
異

ナ
リ

適
宣
ニ
シ
テ
製
造

ス
ル
ナ
リ

。

開
業
沿
革
年
暦

上
伊

那
郡
南
箕
輪
ノ
儀
（

蚕
桑

二
適

ス
ル
地
勢
卜
雖
モ
素

ヨ
リ
生
糸
製
造
ノ
者
乏

シ
ク
、

多

ク
（

自
用

二
供

ス
ル
ノ
ミ
。
御
維
新
ノ
際

ヨ
リ
人
民
開
明
ノ
恩
沢

二
浴

シ
、
桑
苗
ヲ
芸

殯

シ
大
イ

ニ
養
蚕
古
人
未
発
ノ
術
ヲ
得
。
繭
ヲ
得

ル
コ
ト
歳
々
熾

ン

二
月

二
増
殖

ス
。
余

ヤ
是

二
於
テ
明
治

七
年

二
至

り
僅

カ
ニ
エ
女
十
名
ノ
座
繰
糸
ヲ
試
製

シ
、
同
八
年
九
年
三

ヵ
年
間
試
製
致

ス
処
、
余
り
田
野
粗
製
ノ
品
位

二
属

シ
年
々
利
益
ヲ
得
ル
事
甚
ダ
少

シ
。

コ
コ

ニ
於
テ
座
繰
製
廃

シ
、
明
治
十
年
奮
発

シ
、
諏
訪
郡
平
野
村
中
山
社
へ
謀
リ
、
同
年

機
械
生
糸
製
造
所
設
置

シ
、
同
社

ヨ
リ
教
師
壱
名
、
女

工
五
名
雇
イ
、
其
他
近
隣
ヨ
リ
合

ワ

セ
テ
エ
女
三
十
人
ヲ
雇
イ
生
糸
製
造
ノ
業
ヲ
開
始
、
十
一
年
製
造

ス
。
十

二

年

二

至

リ
、
御
管
内
各
社
ノ
機
械
ヲ
歴
覧

シ
、
而

シ
テ
新
規
発
明
ヲ
奮
発

シ
、
機
械
ヲ
正

シ
、
糸

ヲ
得

ル
良
法
ヲ
得
テ
以
テ
製
糸
致

ス
処
上
等
ノ
価

二
至
リ
、
随

ツ
テ
利
益
少
ナ
カ
ラ
ズ
。

既

二
同
年
横
浜
共
進
会
へ
出
品
ノ
所
、
第
四
等
ノ
御
鑑
定

二
成
り
内
務
大
蔵
御
両
卿
ノ
証

書
、
白
銀
五
枚
褒
賞
ヲ
賜
ウ
。
五
内
大

二
感
ジ
、
拝
受
仕
ル
。
猶
且
ツ
進
ン
デ
以
テ
逸
品

ノ
生
糸
製
造
致

シ
度
ク
志
願

二
候
ナ
リ
。

産
出
高
総
計

明

治
十
三
年
（

廿
づぺ

月
産
出
十

二
個

心
づ

斤
等
此

ノ
代
価
几
ソ
金
六
千
九
百
五
十
円
。

（
役
場
文
書
）

イ
　

征

矢

代

五

郎

の

製

糸
工

場

明

治

一
四

年

に

は

塩

ノ
井

の
征

矢

代

五

郎

が
製

糸

場

を
開

業

し

た

。

そ

の
規

模

は

左

の
届

書
に

よ

っ

て

ほ

ぼ

わ

か

る

。

御
　

届
　

書

一
　
拾

五
人
操
機
械
　
　

工
男
三
人
　

工
女
十
五
人

一
　

蒸
気
錐

ノ
質
　
　
　

鉄
　

木
製

一
　

錐
ノ
厚
サ
　
　
　
　

三
分

一
　

同
長
サ

六
尺
　
　
　

直
怪
四
尺

一

謂゙
ぺ
気

二
接

ス
ル
面
積

六
尺

一
　
臓
量
器
　

ナ
シ

一
　

活
栓
　
　

ナ

シ

一
　

製
造
年
月
不
詳

一
　

製
造
場
所
及

ビ
人
名
　

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
　

征
矢
代
五
郎

右

ノ
通

り
生
糸
器
械
新
築
本
年

七
月

ヨ
リ
営
業
仕

り
候

二
付
キ
此
段
御
届
ケ
申

シ
上
ゲ
候

也
明

治
十
四
年
七
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

製

造
大
　
征

矢
代

五
郎

戸
　

長
　

清
水
平
一
郎

長
野
県
令
代
理

長
野
県
少
書
記
官
　

島
山
重
信
殿

（
役
場
文
書
）

ウ
　

そ
の

他

の

製

糸

工

場

明

治

一
〇

年

七
月

に

大

泉

の
清

水

半

十

郎

は
原

源

右

衛

門

、

酒

井

喜

代

市

、

清

水

郡

作

ら
と

製

糸

場

開

業

資

金

と

し

て
開

産

社

に

資

金

の
貸

与

を

申

請

し

て

い

る

。ま

た
、

塩

ノ
井

の

征

矢

五

郎

吉

も

明

治

コ

ー年

の
「

諧

稼

ぎ

人

名

前

書

上

」

（
塩
ノ
井
大
東
文
書
）
に

生

糸

製

造

営

業

と

記

載

さ

れ

て

い
る

。

し

か

し

、

こ

れ

ら
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第６章 村 の発 展

の
工

場
の
規
模
や
産
額
等
に
つ
い
て
は
記

録
が
今

の
と
こ
ろ
見

つ
か
ら
な
い
の
で

経
営
状
況
等
不

明
で
あ
る
。

エ
　

明
治
中
期
村
内
の
生
糸
生
産

表
６
－
6
0
　明
治
中
期
村
内
の
生
産
額

平

均

価

代

価

産

出

額

キ
１斤二付

円銭厘
8.81.6

円銭
1085.60 貫匁

56,000

明治
９

円銭
480 2126.40 71,000 10

1貫目二付
円

41.n 2262.59 67,200 11

43.00 2919.70 67,900 12

50.00 - 70,000 13

55.00 - 108,000 ].4

50.00 6750.00 135,006 15

53.333 3839.80 72,000 16

明治17年以降不明

二
〇
年
～
二
四
年
の
農
商
工
事
通
信
に
は
生
糸
の
欄
は
空
白
に
な
っ
て
い
る
。

明
治
一
五
年
ま
で
は
順
調
に
発
展
し
て
き
た
が
、

二
（
年
に
な
る
と
糸
価
が
暴
落

し
、
そ
れ
に
加
え
る
に
国
際
商
品
と
し
て
規
格
が
定
ま
り
す
べ
て
検
査
を
し
て
出

荷
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
ま
ず
デ
ュ
ー
ル
検
査
に
よ
っ
て
太
さ
を
そ
ろ

え
た
。
デ
ュ
ー
ル
は
生
糸
を
四
五
〇
ｍ
巻
き
取
れ
る
器
械
に
巻
き
と
っ
た
目
方
を

は
か
っ
て
決
め
た
。
こ
ア
ニ
ー
ル
は
四
五
〇
ｍ
が
○
・
○
五
ｇ
で
あ
る
。

明
治
末
年
に
な
る
と
主
要
輸
出
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
で
消
費
す
る
生
糸
は
ほ
と

ん
ど
薄
物
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
太
さ
を
そ
ろ
え
る
ば
か
り
で
な
く
糸

表
6
j
6
1
　長
田
製
糸
工
場
（
自
大
正
三
年
至
大
正
四
年
）

お
　

械

√

Ｉ
　

数

言

吊

伊

木

製

二
三
六

三
三
六

工
　

女
　

数

三
三

六

む

ら

も

検

査

せ

ね

ば

な

ら

な

く

な

っ
た

。

糸

む

ら

の
検

査

は

セ

リ

プ

レ

ン
検

査
機

を

使

っ
た

。

こ

０‐

機

械

は

黒

い
布
張

り

の
枠

に

生
糸

を
巻

き

並

べ
、

サ

ン

プ

ル

の

写

真

と

く

ら

べ

て

点

数

を

つ
け

る

も

の

で

あ

る

。
工

女

た

ち

は

こ

の
両

検

査

に

よ

っ
て
自

分

が

繰
糸

し

た

も

の
に

格

付

け

さ

れ
、

点

数
評

価

さ

れ

る

の

で
泣

か

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う
に

し

て
、

設

備

の
改

良

や
繭

購

入

等
に

小

さ

い
資

本

で

は

立

ち
行

か

な

い
こ

と

や
隣

接

の
木

下

、

松

島

に

機

械
工

場

が
設

立

さ

れ
、

か

た

が

た
本

村

の

生
糸

工

場

は
成

り

立

だ

な

か

っ
た

の

で

な

か

ろ

う

か

。

し

か

し
本

村

の

養
蚕

は
年

を

追

っ
て

盛

ん

に

な

っ
た

。

オ
　

長

田

製

糸

工

場

明

治

三

六

年

七

月
長

田

国

吉

は
北

殿

の

三
四

六

三
番

地
旧

郵

便

局

の
北

に
製

糸

工

場

を
開

設

し

た

。

最

初

は

Ｉ
〇

〇

釜

ほ

ど

の
規

模

で

あ

っ
た

。

し

だ

い
に

工

揚

規

模

を

拡
張

し

て
大

正

五

年

に

は

表

６
－
6
1

の
規

模

と

な

っ
た

。

こ

れ

だ

け

の

規

模

の
工
場

で

消

化

す

る

繭

は

村

内

は

も

と

よ

り

近

隣

の
村

か

ら

集

め

る

ば

か

り

で

な

く
関

東
関

西

に

ま

で

「
繭

買

い
」

に

出

か

け
遠

く

は

九

州

鹿

児

島

に

ま

で
行

っ
た

と

い
う

。

工
女

も

ま

た

村

内

や

近

傍

の

村

か

ら

ぽ

か

り

で

な

く

新

潟

、

富

山

、

岐

阜

県

あ

た

り

ま

で

行

な

っ
て

募

集

し

て

来

た

。

大

正

八

年

に

は
伊

那

街

道

沿

い
に

あ

っ
た

工

湯

を

北

殿

駅

前

に

移

し

て

規

模

を

拡

大

し

た

。

長

田

国

吉

の
後

は
長

田

頼

利

、

憲

雄

兄

弟

が

継

い
で

経

営

し

て

い
た

が

大

正

一

四

年

に

株

式

会

社

に

し

た

機

会

に

長

田

頼

利

は
伊

那

町

へ
行

っ
て

別

の

天

佑

社

長

田

製

糸

所

を

開

設

し

た

の
で

憲

雄

が

こ

こ

の
社

長

と

な

っ
て

経

営

を

続

（
大
正
五
年
三
月
農
商
務
省
農
務
局
調
・
県
史
五
）

そ
　
　

の
　

他七

繰
　

湯
　

別

―蒸
　
　
　
　
気

動
　

力
　

別

水

生

糸

生

産

額
斤

四
五

、
九
三
〇

生
　

苧
　

皮

斤

六

九

六
〇
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第 ５節　生産の発展

け
た
。

昭
和
三
年
の
経
済
界
の
世
界
的
大
恐
慌
に
我
が
国
の
製
糸
業
界
も
大
き
な
打
撃

を
受
け
そ
れ
に
加
え
る
に
人
絹
の
急
速
な
発
達
は
製
糸
業
界
を
圧
迫
し
た
。
昭
和

四
年
に
Ｉ
〇
〇
斤
に
つ
き
Ｉ
、
一
七
〇
円
で
あ
っ
た
生
糸
が
六
年
に
は
五
二
〇
円

に
暴
落
し
、
繭
値
も
一
貫
当
た
り
Ｉ
〇
円
以
上
も
し
て
い
た
も
の
が
二
円
台
に
下

が
り
、
昭
和
五
年
の
晩
秋
蚕
は
一
円
八
〇
銭
に
ま
で
暴
落
す
る
と
い
う
あ
り
さ
ま

で
あ
っ
た
。

昭
和
四
年
か
ら
五
年
一
月
に
か
け
て
全
国
の
製
糸
工
場
が
一
斉
に
休
業
し
、
そ

の
後
も
運
転
釜
数
の
二
〇
％
を
封
印
す
る
と
い
う
製
糸
業
界
は
さ
ん
た
ん
た
る
状

況
に
陥
っ
た
。
そ
の
あ
お
り
で
長
田
製
糸
は
工
場
を
廃
し
て
、
昭
和
五
年
北
殿
商

事
と
し
て
呉
服
等
の
販
売
店
に
転
じ
、
後
に
は
さ
ら
に
店
名
を
長
田
百
貨
店
と
改

め
た
。

図6-42　 北殿長田製糸工場（ 上全 景，下工場内部）

図6-43　神子柴，高木館製糸場

力
　

高
木
館
製
糸
場

大
正

一
〇
年
に

高
木
藤
五

は
、
下
平
晒
四

と
と
も
に
合
資
会
社
高
木
館
製
糸
所

を
神
子

柴
に
開

業
し
た
。

釜
数
五
〇

釜
、
女
工

五
五
人
、
男
工

五
人
の
規

模
で
動
力

は
大
清
水
川

か
ら
の

引
水
に
よ
る
水
車
で
あ
っ
た
。

繭
は
村
内
、
西
箕
輪
産
の
も

の

や

伊

那
町
に

あ
っ
た
委
託
倉
庫
（
現
伊
那
市
駅

の
東
北
、
信
用
金
庫
の
あ
る
あ
た
り
）
で
開
設
さ
れ
た
繭
市

場
で
も
買
入
れ

た

の

で

あ

っ
た
。

下

平
嗣
四
は
そ
の
こ

ろ
伊
那
町
に
あ

っ
た
山
本
館
下
平

製
糸
所
の
経
営
に
も
参

画
し
て

い
た
が
、
大
正
一
五
年
に
山
本
館
と
高
木
館
を
合
併
し
て
株
式
会
社
高
木

館
下
平
製
糸
所

を
経
営

す
る
こ
と
と
な
り
、
神
子
柴

の
高
木
館
は
廃
止
し
従
業
員

は
全
部
新
会
社
に
移

っ
た
。
建
物

は
信
用
組
合
に
譲

っ
た
。
高
木
藤
五
は
取
締
役

723



村 の 発展章第6

と
な
っ
て
そ
の
方
へ
移
っ
た
。

キ
　
共
同

揚
げ
返
し
工
場
　

天
佑
社

明
治
三

八
年
三
月
に
共
同
揚
げ
返
し
工
場

の
天
佑
社

が
久
保

の
地
に
設
立

さ
れ

た
。輸

出
製
糸

は
規
格
を
そ

ろ
え
直
ち
に
織
機
に

か
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が

要
求

さ
れ
た
。
小
枠
に
繰
糸

図6-44　 天佑社共同揚げ返し工場内部

し

た
も

の
を

大

枠

に

巻

き

返

し

て

「

か

な

」

に

し

、

糸

ね

じ

り

と

称

す

る

工

員

が
規

格

に

合

わ

せ

て

三
〇

か

な

で

一

括

に

し

、

さ

ら
に

一

六
括

を

一
梱

と

し

て
荷

造

り

を
し

て

出

荷

し

た

。
（
一
梱

の
重
量

は

九
貫
匁
が
標
準
で
あ

っ
た
。
）
こ

の
楊

げ

返

し

は
個

々

の
工

場

で

も

行

な

わ
れ

た
が

共

同

で

行

な

い
品

質

の
統

一

を

す

る

こ

と

が

よ

か

っ
た

。

そ

こ

で

東
箕
輪
の
三
井
、
箕
輪
の
令
、
本
村
の
長
田
外
一
工
場
が
加
入
し
て
設
置

さ
れ

た
。
そ
の
規
模
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

表
6
j
6
2
　
共
同
揚
げ
返
し
工
場
の
規
模
（
大
正
三
年
至
大
正
四
年
）

４

工 に共
場加同
数入揚

せ返
るし

594

せ共

る
同

釜 に
数加

入

366
難

し
33 工姦
水

車

動

力

貫
69450

生共皿

や

円
15

返生
し糸

費
百

用斤
揚

（
大
正
五
年
二
月
農
商
務
省
農
務
局
調
県
史
資
料
五
巻
）
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戦争 と南箕輪第6 節

第

ｌ。（

節
　
戦
争

と
南
箕
輪

一
　

戦

争

と

南

箕

輪

Ｈ
　

西

南

戦

争

明

治

五
年

一

一
月

徴

兵

の
詔

が
発

せ

ら

れ
、

つ

づ

い
て
翌

六
年

徴

兵

令

が
公

布

に

な

り
、

兵

農

の
区

別

を
除

き
国

民

皆

兵

を
基

調

と

す

る
徴

兵

制

度

が

し

か

れ

た

。

こ

の

と

き

の
兵

制

改

正

に

よ

り
筑

摩

県

は
第

三

軍

管

（
名
古

屋
鎮
台
）
の
管

轄

下

に

は

い

っ
た

。

明

治

一
〇

年

二

月

、

徴

兵

制

度

下

は

じ

め

て

の
戦

役

が

南

国

鹿
児

島

で

お

こ

っ

た

。

い

わ

ゆ

る
西

南

戦

争

で

あ

る

。

こ

の
戦

は
徴

兵

に

よ

る

い

わ

ゆ

る

庶

民

兵

が
、

旧

武

士

出

身

兵

を
打

ち
負

か
し

た
歴

史

的

な

も

の
で

あ

っ

た

。

本

村

か

ら
も

一
人

、

塩

ノ
井

の
征

矢

梅
之

助

か

従

軍

し

た

が
、

さ

い

わ

い

に
し

て

無

事

生
還

し

た

ば

か

り
で

な
く

、

そ

の
戦

功

に
よ

り

勲

八
等

の
受

章

を
し

た

。

し

か
し

、

上
伊

那

出

身

者

の
う

ち

一

一

名

が

戦

死

し

て

し

ま

っ
た

。

§

徴

兵

制

度

西

南

戦

争

の

は

じ
ま

る
前

、

す

な

わ
ち

明

治

六

年

一

月

一
〇

日

徴

兵

令

が

発

せ

ら

れ
、

二

〇

歳

に

達

し

た
成

年

男

子

を

徴

集

し

、

常

備

軍

（
三
年
兵
役
）
・

後

備

軍

（
常
備
軍
終
了
者
、
四

か
年
応
集
義
務
）
国

民

軍

（
上
記
二
軍
以
外

の
一

七
～
四
〇
歳

の
男

子
）

の
三

種

に

分

け

た
。

さ

ら

に

兵

制

を

整

備

し

、

全

国

に

六

軍

管

を

置

い
た

。

旧

長

野

県

は
第

一

軍

管

（
東
京
）
・

筑

摩

県

は

第

三

軍

管

（
名
古
屋
）

の
管

轄

下

に

お

か
れ

た

。

こ

の
よ

う

に

し

て

国

民

皆

兵

を

ね

ら

い
と

す

る

徴

兵

制

度

が

成

立

し

た

。し

か

し

、

国

民

皆

兵

を

理

想

と

し

な

が

ら

も

、

実

際

に

は
兵

役

免

除

制

度

が

あ

っ
て

、

常

備

兵

役

に

服

す

る

者

の

数

が

意

外

に

少

な

く

、

実
質

的

な

国

民

皆
兵

で

は
な

か

っ
た

。

免

役

制

度

の
概

要

を
列

挙

す

る
と

次

の

よ
う

で

あ

っ

た

。

Ｉ
身
長
五
尺
一
寸
未
満

の
者
　

２
病
気

の
あ

る
者
　

３
犯
罪
者
　

４
官
吏
　

５
陸
海
軍
生

徒
　

６
官

立
学
校
卒
業
生
及

び
在
学
生
　

７
戸
主
及
び
相
続
人
　

８
代
人
料
納
入
者
　

等

一

二
か
条

こ

の

よ
う

な

多

く

の
免

除

条

項

が

あ

っ

た

た

め
、

免

役

者

の
数

が

多

く

支

障

を

き

た
し

た

の
で

、

明

治

コ

ー年

、

一

六
年

の
二

回

に

わ

た
り

徴

兵

令

を

改

正

し

、

免

役

条

件

を
制

限

す

る
よ

う

に

な

っ

た

。

こ

の
よ

う

に

満

二

〇

歳

に

な

っ

た
男

子

が

全

員

壮

丁

と

し

て

徴

兵

検

査

を

受

け

る

よ

う

に

な

っ
た

こ

と

は
、

武

家

時

代

に

お

け

る

元

服

と

同

じ
意

味

を

も

つ
よ

う

に

な

り

、

男

子

一
生

の
一

節

目

と

し

て

大

き

な

意

義

を

も

つ
よ

う

に

な

っ
た

。

こ

う

し

て

合

格

者

は

そ

れ

ぞ
れ

各

兵

営

に

入

隊

、

二

年

か

ら

三

年

の
訓

練

を

受

け

、

こ

の
制

度

は

内

容

的

に

は

多

少

の
変

遷

は

あ

る

に

せ

よ

、

明

治

、

大

正

、

昭

和

へ

と

太

平

洋

戦

争

終

戦

ま

で

続

い
た

の
で

あ

る

。

村

の
「

事

務

報

告

」

か

ら

、

村

内

徴

兵

検

査

の

結

果

を

表

に

し

て

み

る

と

、

次

表

の
よ

う

で

あ
る

。

㈲
　

日

清

・

日

露

戦

争

１
　

日

清

戦

争

明

治

政

府
発

足
以

来

、

国

運

は

日

に

日

に

隆

昌

に

む

か

い
、

近
代

化

の

一

途

を

た

ど

っ
た

。

明

治

二

七

年

八

月

一

日

、
突

然

朝
鮮

問

題

に

端

を
発

し

て

清
国

に

宣

戦

を

布

告

、

い
わ

ゆ

る

日

清

戦
争

が

始

ま

っ

た

の

で

あ

る

。

こ

の

戦
争

は
徴

兵

制

度

確

立
以

来
、

わ

が
国

が
外

国

と

事

を
起

こ

し

た

初

め

て

の

も

の

で

あ

っ

た

。

開

戦
以

来

あ

い
つ

ぐ
我

が
軍

の
勝

利

に

、

村

民

の

心

も
戦

勝

気

分

に
湧

き

た

っ

た

よ

う

で

あ

る

。

わ

が
村

か

ら

も
召

集

令

状

を
受

け

て
出

征

し

て

い

っ

た
兵

士

も

か

な

り

い

た

よ

う

で

あ

る

。

こ

の

日
清

戦

争

に

お

い

て

の
上

伊

那
郡

内

の
戦

没
者

は

三

一
名

、

本
村

の

戦

没

者

は

一
名

で

あ

っ

た

。
（
『
上
伊

那
誌
』
）
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表6 －63 南箕輪村内徴兵検査結果

＼ ‰
合　　 格

訴 類
徴収
延期 雛 その

他
当せ ん
入 営

補充兵

明

治

41年

43

44

45

37人

36

45

45

4人

14

14

14

14人

11

13

12

2人

５

７

４

1人 人

３

14人 2人

3

11

15

＼ ‰
合　　 格

徴集
猶予

不

合
格

海軍志願

当せん
入 営

補充兵 志願 採用

大

正

２

４

６

８

37

48

39

41

19

10

10

9

6

22

17

16

４

３

8

13

12

16

６

６

１

１

３

１

＼ ‰
合　　格 不

合
格

海　　 軍

現役
入 営

補充
兵役

志願 採用

大

正

9

11

13

15

28

31

41

39

４

い

17

9

12

万引3

16

7

12

16

7

19

１

１

１

２

１

１

１

１

＼ ％ 甲種
合 格

第一
乙 種

第二
乙種

第　二
補充兵 鸚 雛 鸚

昭

和

２

３

40

48

二L2

9

１

３

９

５ ７

17

16

１

６ ２

＼ 竪
現 役
入営

第　一
補充兵

第　二
補充兵 類 鸚 そ の

他

昭

和

6

8

9

12

14

16

18

55

54

66

55

67

75

64

6

13

14

14

42

37

31

16

9

19

20

12

21

9

３

９

３

６

４

５

１０

17

18

23

10

5

4

2

１

２

２

４

４

８

８

３

３

５

２

４

２
　

日

露

戦

争

明
治
二

七
・

八
年
日
清
戦
争
に

お
い
て
清
国
に
大
勝

し
た
我

が
国

は
、

世
界

の

列
強
と
肩

を
並
べ
、

さ
ら
に
朝
鮮
支
配

へ
の
野

望
を
持

つ
に

至

っ
た
。
時

あ
た
か

も
満
州
へ
進
出
を
企
て
た

ロ
シ
ア
は
、

満
州
か
ら
撤
兵
せ

ず
、
鴨

緑
江
（
朝
鮮
・
満

州

の
境
）
へ
進
出
し
、
交
渉
も
思
う
よ
う
に
進
展
せ

ず
、

朝
鮮
半
島

へ
の
脅
威

か

ら
と
う
と
う
我

が
国

は

ロ
シ
ア
に
対
し
、
宣
戦
を
布
告
し
た
の
で
あ

っ
た
。
時
に

明

治
三
八
年

七
月

一
〇

日
、
こ
こ
に
一
年
有
七
か
月
に
わ
た
る
「
日
露
戦
争
」
が

始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
大
国

ロ
シ
ア
を
相

手
に
し
て
の
文
字
ど
お
り
我
が
国

の
命

運
を
か
け
た
戦
争
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

(役場文書事務報告より作成)

開

戦
以

来

各

地

に

お

い
て

激

戦

が

展

開

さ

れ

、
我

が
軍

に

お

い
て

も

か

な

り

の

犠

牲

が

出

た

。

旅
順

・

仁

川

沖

の
戦

い
・

旅
順

港
封

鎖

・
黄

海

の

海

戦

・

二

〇

三

高

地

の
戦

い
・

旅
順

攻

略

・

奉
天

の
戦

い
・

日

本

海

の
海

戦

等

い
ず

れ

も

わ

が

軍

の
勝

利

に

は
帰

し

た
が

、

陸

続

と

し

て
補

充

の
兵

士

が
召

集

さ

れ

て

い

っ
た

。

当

時

の
役

場

兵

事

の
記

録

（
明
治
三
八
年
事
務
報
告
）
に

は

次

の
よ

う

に

記

さ

れ

て

い

る

。

最
モ
急
速

二
取
り
扱
イ
ヲ
ナ
ス

ペ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ニ
ョ
リ
、
勉
励
ノ
結
果
毫

言

遅
算
ナ
ク
、

ち
ゆ
う
ち
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
つ

実

施

ノ

場

合

ニ

オ

イ

テ

遅

疑

躊

躇

ス

ル

コ

ト

ナ

ク

、

終

局

マ

デ

ソ

ノ

事

務

ヲ

全

リ

Ｏ

ウ

シ
タ
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戦争 と南箕輪第 ６節

（
役
場
文
書
）

当
時
現
役
兵
は
も
ち
ろ
ん
予
備
役
兵
の
召
集
等
で
兵
事
事
務

の
多
忙
さ
が
察
せ

ら
れ
る
。
生
活
面
で
も
戦
争
協
力
の
た
め
、
村
の
予
算
も
か
な
り

の
緊
縮
財
政
を

強

い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
貯
蓄
の
奨
励
・
節
約
の
実
施
・
応
召

軍
人
家
族

の
慰

安
救
護
・
従
軍
軍
人

の
慰
問
・
肥
料

の
確
保
の
た
め
の
豆
科
植
物

の
栽
培
、
さ
ら

に
予
算
面
で
は
土
木
費
教
育
費
の
削
減
・
各
種
補
助
金
、
奨
励
金

の
削
除
等
か
な

り
広
範
囲
に

わ
た
っ
た
。

そ
し
て
と
う
と
う
わ
が
村
に
お

い
て
も
、
下

士
官
・
兵
あ
わ
せ
て
七
名
の
戦
没

犠
牲
者
を
出
し
た

の
で
あ
る

。
玉

伊
那
の
戦
没
者
、
将
校
一
二
名
、
下
士
官
四
三
名
、、

兵
一
九
四
名
）
こ
れ
ら

の
戦
没
者
は
主
と
し
て
第
一
師
団

で
第

三
軍
乃

木

将

軍

の

指
揮
下

に
は

い
り
、
旅
順

・
奉
天

等
の
戦

い
に
参
加

し
た
兵
士
た
ち
で
あ

っ
た
。

戦
死
者
七
名

の
英
霊
も
無
言
の
凱

旋
を
し
、

う
ち
一
名

、
神
子
柴

出
身

の
高
木

栄
三
の
村

葬
は
一
足
早
く
行

な
わ
れ
、

表
６
－
6
4
に
記

す
五
名

の
戦
死
者
合
同
村

葬
は
明
治
三
八
年
一
〇
月
一
五
日
営
ま
れ
た
。

匈
　

戦
時
体
制
と
太
平
洋
戦
争

１
　

太
平
洋
戦
争
の
は
じ
ま
る
ま
で

①
　

日
露
戦
争
以

後

わ
が
国

は
世
界
列
強
に
伍
し
、
軍
備
拡
張

へ
の
道

を
着

々
と
歩

ん
で

い
っ
た
。

わ
け

て
も
国
内
に

は
軍

隊
万
能

の
気
風

が
日
増
し
に
高

ま
り
、
村
内
に

お
い
て
も

帝
国
在
郷
軍
入
会
南
箕
輪
分
会

の
発
足
・
愛
国
婦
人
会

の
結
成

・
海
軍
思
想

の
普

及

・
徴
兵
事
務

の
警
察
署
所
管
・
村
役
湯
に
兵
事
主
任

の
設
置
・
青
年
訓
練
所
、

実
業
補
習
学
校
に
軍
事
教
練
指
導
員

の
配
置
・
青
年
学
校
設
立
等
軍
事
体
制

へ
の

強
化

が
日

を
追

っ
て
進
ん
で

い
っ
た
。

㈲
　

満
州
事
変
・
上
海
事
変
か
ら
日
中
戦
争
へ

大
正
三
年

の
対
ド
イ

ツ
の
第
一
次
世
界
大
戦
、
大
正
七
年

の
シ
ベ
リ

ア
出
兵
等

の
戦
争
を
経
て
、
昭

和
六
年
九
月
満
州
事
変
が
但
発
し
た
。
翌
七
年
一
月
に
は
戦

火
が
上
海
に
ま
で
及
び
、

い
わ
ゆ
る
上
海
事
変
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
満
州
事
変
か

ら
上
海
事
変
に
か
け
て
わ
が
村
か
ら
も
か
な
り
の
数
の
出
征
兵
が
あ
っ
た
。

昭
和
七
年
の
南
箕
輪
村
役
楊
の
「
事
務
報
告

」
の
中

に
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て

い
る
。

日
支
事
変
二
依
り
動
員
下
令
ヲ
令
セ
ラ
レ
応
召
セ
シ
モ
ノ
左
ノ
如
シ
、

動
員
下
令
年
月
日
　
昭
和
七
年
二
月
二
四
目

松
本
歩
兵
第
五
〇
連
隊
　
　
　
清
水
国
人
他
一
一
名

宇
都
宮
軸
重
兵
第
一
四
大
隊
清
水
正
人
　
他
　
二
名

同
年
中
何
レ
モ
復
員
下
令
帰
郷
シ
ク
リ

（
役
場
文
書
）

同
年

の
事
務
報
告
「
勤
倹

奨
励
」

の
項
に

は
、
「
教
化
総
動
員
ノ
趣
旨
ヲ
体

シ
、

従
来

ノ
本
村
生
活
改
善
申

シ
合
ワ

セ
ノ
実
行
ヲ
強
調

シ
、
村
農
会

卜
協
カ

シ
本
村

農
業
更
生
経
済
計
画
遂
行
実
現

二
努

メ
タ
リ
」
、
と
書
か
れ
て
お
り
、
当
時

の

世

相

の
一
端

を
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
、

さ
ら
に
「
青
年
訓
練
所
」

の

項

に

は
、

「
教
練
指
導
員
ト

シ
テ
飯
島
義
人
他
二
名
之

二
当

タ
ル
。
…
訓
練
所
振
興
「

重
大

ナ
ル
時
局

二
鑑
ミ
、
焦
眉
ノ
急
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
各
区
長
・
軍
人
分
会

二
依
頼

シ
テ

入
所
勧
誘

セ
リ
」
と

あ
る
。

こ
の
よ
う
に

わ
が
国
の
中
国
へ
の
軍
事
侵
略
が
拡
大
し
て

い
く
に

つ
れ
、
軍
国

色
一
色
に
ぬ
り
っ
ぶ
さ
れ
、
や
が
て
昭
和

コ

ー年
七
月
、
蘆
溝
橋
に
お
け
る
日
中

両

軍
の
武
力
衝
突
に
よ
り
、
泥
沼
の
よ
う
な
口
中
戦
争
（
支
那
事
変
）
が

開

始

さ

れ
た
。

時
の
近
衛
内
閣
は
こ
の
非
常
時
態
に
際
し
、
戦
争
目
的
達
成
の
た
め
、
尽
忠
報

告
の
精
神
を
振
起
し
て
、
こ
れ
を
日
常
の
業
務
生
活
の
間

に
具
現

し
よ
う
と
、
同

年
九
月
九
日
「
国
民

精
神
総
動
員

」
を
国
民

に
要
請
し
た
。

こ
の
時
に
、
村

に
は
国
民

精
神
総
動
員
実
行

委
員
会

が
設
置

さ
れ
、

こ
の
趣

旨

の
普
及
に

つ
と
め
、
特
に

青
年
男
女

の
奮
起
を
う
な
が
し
た
。
国
民
精

神
総
動
員

Z刀
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図6-45　 軍人の携帯した手牒

戦
て

日

し

月

と
師団・連隊・兵科・出身地生年
時 着装衣服大小区分および軍人
の履歴 が記載 され ている。

運

動

は

「

貯

蓄

の

実
行

」
「
食

糧

増

産

運

動

」
「

消
費

の

節
約

」
［

軍

事

援

護

］

等

を

目

標

に

掲

げ

、

村

民

に

戦

意

の

高

楊

・

銃

後

の
護

り
強

化

等

を

訴

え
、

そ

の

徹

底

を

図

っ
た

。

一

方

、

中

国

に

お

け

る

戦

い
の

激

化

・

拡

大

に

と

も

な

い
、

第

一

四

師
団

に
動

員

下

令

か

お

り

、

村

内

の

在

郷

軍

人
に

も

か

な

り
多

く

の

召

集

令

状

（
い

わ
ゆ
る

赤
紙
）
が
下

達

さ

れ
、
歓
呼

の
声

と
日

の
丸

の
旗

に

送

ら

れ

て
出

征

し

て

い

っ

た

。

こ

の
よ

う

に

し

て
、

戦

争

の
長

び
く

に

つ

れ
、

村

民

の
生

活

面

も

す

べ
て

戦

時

体

制

に

組

み

こ

ま

れ

た

。
村

の

銃
後

の
後

援

活

動

に

つ

い

て
次

の
よ

う

記

録

が

残

っ

て

い
る

。

昭
和

コ

ー年
七
月
七
日
支

那
河
北

省
蘆
溝
橋
附
近

二
於
テ
我

が
駐
屯
軍
夜
間
演
習
中
…
…

：
∴

中

略
）
…
…
…
東
洋
平
和
樹

立
ノ
為

、
将
兵

ノ
応
召
出
征

ト
ナ
ル
。
是
等
関
係

事
務

及

ビ
応
召

者
ノ
志
気
鼓
舞
激
励

並
ビ
ニ
見
送
リ
、
銃
後
ノ
護

リ
ニ
当

ク
リ
、
挙
村

一
致

ノ
協

力

援
助

ニ
ョ
リ
村
民
一
丸

ト
ナ
リ
、
出
征
軍

人
後
援
会
ヲ
設
ケ
、
応
召

出
征
家
族
ノ
慰

問

並
ビ
ニ
扶
助
ノ
完
璧
ヲ
期
ス
。
ヨ

ツ
テ
将
兵

ヲ

シ
テ
毫
モ
後
顧
ノ
憂
ナ
ク
、
長
期
抗
戦

二

対

シ
挙
村
難
局
打

開

二
邁
進
シ
、

マ
ス
マ
ス
銃

後
ノ
固

メ
ニ
遺
憾

ナ
キ
ヲ
期

セ
シ
メ
ン
ト

（
役
場
文
書
）

日
中
戦
争
が
は
じ
ま
っ
て
以
来
、
戦
時
体
制
の
も
と
行
な
わ
れ
た
主
な
関
連
事

項
を
ひ
ろ
っ
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。

(1

昭
和

コ

ー年

・

満
蒙
開
拓
農
業
移
民
の
奨
励

・
出
征
軍
人
遺
族
会
へ
の
勤
労
動
員
奉
仕
隊
組
織

小
学
校
高
学
年
児

童
及
び
青
年
学
校
生
徒
奉
仕
す
る

○
　

昭
和

コ
二
年

ひ
満
蒙
開
拓
青
少
年
義
勇
隊
　

一
名
送
出
　

以
後
毎
年
送
出

―
国
民
精
神
総
動
員
家
族
計
画
樹
立
、
こ
れ
を
実
施
し
た
。

―
軍
用
候
補
馬
鍛
練
会
を
組
織
す

る
。

つ
軍
用
大
麦
四
回
に

わ
た
り
供
出
・
稲
こ
き

の
歯
鉄
鋼
材
二
〇
九
貫
及
び
軍
用
真
綿
と

し
て
玉
繭

五
一
貫
製

造
、
六
貫

に
し
て
供
出
・

兎
毛
皮

一
〇

二
〇
枚
供
出

。

Ｏ
　

昭
和

一
四
年

ご
南
箕
輪
村
銃
後
奉
公

会
を
組
織

し
た
。
（
援
護
団
体

を
一
括
）

ご
青
年

の
体
力
の
増
強
を
は
が
る
た
め
「

体
力
章

検
定
」
を
実

施

す

る
。
（
一
五
歳
～

二
五
歳
）
以

後
毎
年
実
施

・

消
防
団
が
警
防
団

組
織
に
改
め
ら
れ
た
。
（
定
員
四
四

六
名
）

つ
白
米
禁
止
令
が
出
さ
れ
た
。
白
米
士

七
分
づ
き
以

上
禁
止

っ
重
要
物
資
が
配
給
制
に
な

っ
た
。

（
農
林
水
産
用

の
灯
油
、
軽
油
、
釘
、
肥
料
、
農
機
具
等
）

ひ
地
代
・
家
賃
統
制
令
・
小
作
料
統
制
令
が
実
施
さ
れ
た
。

㈲
　

昭
和

一
五
年

っ
青
年
学
校
職
業
科
実
習
地

と
し
て
大
芝
原
に
報
国
農
場
五
反
歩
を
設
け
た
。

・
奉
公
米
供
出
に

い
て
警
察
応
援

の
も
と
強
行

さ
れ
た

。

・

・
み
そ
・
醤
油

・
塩
・
砂
糖

・
な
ど
切
符
制
決
定

。

・
国

民
服

制
定

っ
暴

利
行
為
取

締
り
規
則

に
よ
り
、
公
定
価
格

の
認
可

の
あ
っ
た
物
品
に

②
、
協
定
価
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諧6 節　戦争と南箕輪

格
品

に
は
⑩
の
表
示

を
し
た
。

・
優
良
多
子
家

庭
が
表
彰

さ
れ
た
。
（
四
家
庭
）

・
南

箕
輪
村
労

務
動
員
協
議
会

が
設
置

さ
れ
た
。

―
大

紋
翼
賛

会
結
成

の
通
達

が
出

た
。

㈲
　

昭
和

二
（

年

・
翼
賛
壮
年
団

が
結
成

さ
れ
た
。
（
二
六
～
四
五
歳
）

（
大
政
翼
賛
会
運
動
を
実
践
す

る
一
定
年
齢
層

の
組
織
）

ひ
村
内

各
区

の
隣
組
単
位

の
常
会
が
毎
月
開

か
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
。

・

金
属
類

の
自
発
的
供
出

が
は
し
ま

っ
た
。
（
火
鉢

’
脚
立
・
物
干
・
千
歯
等
）

つ
尋
常

高
等
小

学
校

が
「
国
民
学
校
」
に
改

め
ら

れ
た

。

２
　

太

平

洋

戦

争

と

敗

戦

大

本

営

陸

海

軍

部

発

表

、

コ

一
月

八

日

午

前

六
時

三
〇

分

「
帝
国
陸
海
軍
は
本
八
日
未
明
西
太
平

洋
上
に
お
い
て
米
英

と
戦
闘
状
態

に
入

れ
リ
」

「

軍

艦

マ
ー

チ

」

の
賑

々

か

な

音

楽

と

と

も

に
ノ

フ
ジ

オ

か

ら

こ

の
発

表

が

流

れ

た

。

わ

が
軍

の
真

珠

湾

奇

襲
攻

撃

お
よ

び

マ

レ

ー
半

島

上

陸

に

よ

り

米

英

と

の

間

に

戦
争

が
開

始

さ

れ
、

太

平

洋

戦

争

の
幕

明

け

と

な

っ

た

。

一

六

年

末

ま

で

に

グ

ア

ム
島

・

ウ

ェ

ー

キ
島

・

香

港

を
攻

略

、

一

七

年

に

入

っ
て

マ

ニ

ラ

ー
シ
ン

ガ

ポ

ー

ル

ー
ジ

ャ

ワ

こ
フ
ン

グ

ー

ン

を

お

と

し

入

れ
、
緒
戦

の
予

想

以

上

の
戦

果

に

、
村

民

の

戦

意

も

大

い
に

高

ま

っ

た

。

こ

の

よ

う
に

戦

場

の
範

囲

が

広

ま

る
に

っ

れ
動

員

下

令

が

次

か
ら

次

へ
と

行

な

わ
れ

、

兵

籍

に

あ

る
予

備

役

、

後
備

役

に

あ

る
者

、

第

一
補

充

兵

お

よ

び
第

二

補

充

兵

の

者

は

も

ち

ろ

ん

第

一

国

民

兵

に

至

る

ま

で
召

集

さ

れ

る

こ

と
に

な

っ

て

い

っ

た

。

一
七

年

か
ら

は

第

二

国

民

兵

ま

で

兵

籍

に

編

入
、

召

集

を
受

け

る

よ

う

に

な

っ

た

。
こ

の

た
め

村

内

に

お

い
て

は

、

働

く

男

手

が

日

を

追

っ
て
少

な

く

な

り
、

物

資

の
配

給

も

乏

し

く

、
苦

し

い
耐

乏

生
活

を
強

い

ら

れ

な

が

ら

も
、

戦

争

遂

行

の

か
け

声

だ
け

は
勇

ま

し

か

っ
た

。

Ｅ
村
民
一
丸
ト
ナ
リ
、
益

々
銃
後
ノ
後
援
並
ビ
ニ
軍
事
援
護

ノ
相
談
所

卜
相

マ
ッ
チ
応
召

出
征
家
族
ノ
扶
助

二
完

ペ
キ
ヲ
期

シ
、
将
兵
ヲ
第
一
線
ノ
聖
戦

二
恵

念
セ
シ
メ
、
モ
ッ
テ

長
期
戦

二
対

シ
挙
村
難
局
打
開

二
邁
進

シ
、
銃
後
ノ
固

メ
ニ
遺

憾
ナ
キ
ヲ
期

セ
リ

（
昭
和
一
七
年
事
務
報

告
よ
り
）

（
役
場
文
書
）

そ

し

て

昭

和

一

七
年

六

月
、

ミ

ッ

ド

ウ

ェ

ー
海

戦

に

よ

る

日
本

海

軍

の

敗
北

以

来

、
米

軍

の

攻

勢

が

は

じ

ま

り
、

昭

和

一

八
年

ガ

ダ

ル

カ

ナ

ル

の

撤

退
、

ア

ッ

ツ

島

の
日

本

軍

全

滅

、

一

九

年

か

ら

の
米

軍

機

の

日
本

本

土

空

襲

の

激
化

、

サ

イ

パ

ン

島

の

玉

砕

、

つ
づ

い
て

二
〇

年

に

な

っ

て

の

硫
黄

島

・
沖

縄
本

島

の
玉

砕

、

広

島

・

長

崎

へ

の
原

爆

投
下

、

ソ

連

の

参

戦

等
幾

多

の

激
烈

な
戦

い
を
経

て
、

と

う

と

う

八

月

一

五

日

ポ

ッ

ダ

ム
宣

言

受

諾

に
よ

る

終

戦

を

む

か

え

た

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う
に

敗

戦

、

玉

砕

（
全
滅
）

が
続

く
に

つ

れ
戦

没

者

の
数

も

多

く

、

無

言

の
凱

旋

を

す

る
兵

士

が
多

く

な

っ

て

い

っ

た

。
最

後

の
勝

利

を

信

じ
、

神

州
不

滅

を

信

し

て

戦

っ
て

き

た
村

民

も
、

や

が

て

は
本

土
決

戦

・

一
億

玉

砕

の
声

を
聞

き

っ

つ
、

絶

望

の

淵

に

立

だ

さ

れ

た

の

で

あ

る

。

当

時

の

乏

し

い
記

録

の
中

か

ら
、

当

時

の
村

民

の
生

活

に

か

か

お

り

の

あ

る
も

の
を

拾

っ
て

み

る
。
（
戦
争

丘
（
事
等
に
関

す
る
記
録
帳
簿
類

は
終
戦
直
後

そ
の
筋

の
指

令
に
よ
り
、
ほ
と

ん
ど
焼
却
処
分
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
）

旧
　

昭
和

一
七
年

ひ
軍
用
保
護
馬

と
し
て
検
定
検
査

の
結
果
六
〇
余
頭
合
格

・

金
属
回

収
令
公

布
に

よ
輿

寺
院

の
が
鐘
・
仏
具

な
ど
強
制
的
に
供
出

さ

せ

ら

れ

た
。

・
衣

料
の
点
数
切

符
制

が
実

施
さ
れ
た
。
村
内

へ
の
配
給
　

軍
手
一
五
〇
五
双
　

毛
布

一
四
枚
　

手
ぬ
ぐ

い
一
五
六
七
本
　

カ
ス
リ
木
綿
一

Ｔ
三
枚
等

㈲
　
昭

和
一
八
年

ひ
学
生
の
徴
兵

猶
予
撤
廃
に
よ
り
学
徒
出
陣

あ
り
。
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第６章･ 村 の発展

―
衣
類
の
材
料
と
し
て
桑
の
皮
・
あ
か
そ
な
ど
を
採
取
し
て
供
出
す

る
よ
う
に
な

っ
た
。

・
軍

需
工
場
へ
軍
属

に
、
徴
用

に
労

務
者

を
数
多
く

送
出
し

た
。

ご
緊
急
軍
事
施
設
建
設
の
た
め
、
協
力

会
の
発
動

に
よ
り
本
村
に

お
い
て

コ
一
月
二
日

よ
り
毎
月
三
五
名
ず
つ
協
力
出
動
し
た
。

こ
れ
は
一
八
年
八
月
よ
り
現
伊
那
市
六
道
原

に
着
工
さ
れ
た
「
陸
軍

伊

那

飛

行

場
」
へ

の
勤
労
動
員
で
、
一
九
年
一
〇

月
こ
ろ
に
は
特
攻
訓
練

が
開
始

さ
れ
た
。
作

業
員

は
毎
日
五
〇
〇
～
六
〇
〇
入
か
ら

１
０
０
０

人
く
ら
い
が
動
員

さ
れ
、
昼
夜
兼

行
で
建
設
に
懸
命
の
努
力
を
し
、
急
場

し
の
ぎ
の
飛
行
場

が
完
成

し
、
村

か
ら
も
通

称
「
赤
ト
ン
ボ
」
と
言

わ
れ
た
練
習
機

の
発
着

が
見
ら

れ
た
。

・
国

民
体
力
法

に
よ
り
、
満

一
五
歳

か
ら
二
五
歳

ま
で
の
男
子

の
検
定
を
実
施
し
た
。

・
女

子
体
力
章
検
定

会
を
実
施

し
た
。
【
数
え
年

】
五
歳

か
ら
二
三
歳
ま
で

の

女
子

一

一
〇

人
）

上
級

一
六
人
　

中
級
四

八
人
　

初
級
一
八
人
　

終
級
二
八
入

㈲
　

昭
和
一

九
年

・
学
童

の
集
団
疎
開
が
開
始
さ
れ
た
が
、
本
村
に

は
な
か
っ
た
。
そ
の
か
わ
り
縁
故
関

係

の
疎
開
が
一
八
年
九
月
こ
ろ
よ
り
一
九
年
、
二
〇
年
に
わ
た
っ
て
か
な
り
の
数
が

あ

っ
た
。
二
〇
年
度
に

は
合
計
一
五
八
名
に
の
ぼ

っ
た
。

―
燃
料

の
不
足
を
補
う
た

め
松
根
油
製
造

の
指
令
が
あ
り
、
増
産
対
策
に
努
力
し
た
。

こ

」
の
年

よ
り
食
糧
不
足
が
急
を

つ
げ
て
き
て
、
そ

の
増
産
に
必
死
で
あ

っ
た
。

㈲
　

昭
和
二
〇
年

・
農
耕
勤
務
隊

が
食
糧
増
産
及

び
液
体
燃
料
確
保

の
た
め
本
村
に
到
着
、
南
箕

輪
国

民

学
校
を
宿
舎
に
し
て
北
原

の
山
林
五
十
町
歩
の
開
墾
に
あ
た
っ
た
。

・

自
給
肥
料
の
増
産
が
行
な
わ
れ
た
。

肥
料
工
揚
の
軍

需
工
場

へ
の
転
換

に
よ
り
全
面

的
に
肥
料
の
供
給
不

足
を
き
た
し

、

自
給
肥
料
に
よ
っ
て
補
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

堆
肥
　

人
糞

尿
　
刈

敷
　
草
木
灰
　

れ
ん
げ
草
　

蚕
糞
　

野
草
　

わ
ら
　

等

―
戦
災

者
用

の
衣
類
等

の
配
給

が
あ
っ
た
。

敷
布
団
二

・
毛
布
ニ

ー
モ

ン
ペ
五

・

手

ぬ
ぐ

い
二
四
・
半
ズ
ボ
ン

フ
ソ
ヤ
ツ
三

足
袋

二
〇

等

・
陸
軍
衛
生
材
料
廠
が
来
村
、
作
業
を
は
し
め
た
。

同
廠
伊
那
出
張
所
長
よ
り
軍
用

衛
生
材
料
作
業

に
つ
き
、
校
舎
借
用

の
申

し
入

れ
が

あ
り
、
五
月
一
五
日
よ
り
女
子
工
員

一
〇

名
来
校

、
八
月

一
五
日

ま
で
作
業
を
行

な

っ
た
。
そ

の
間
、
当
村
高
等
科
女
生
徒
も
作
業
に
加

わ
っ
た
。

匈
　

慰

霊

碑

・
戦

没

者

名

戦

没

者

の
慰

霊

に

つ

い
て

は

太

平

洋

戦

争

前

「

忠

魂

彿

」

を
建

立

し
、

年

々
慰

霊

祭

を

執

行

し

て

き

た
が

終

戦

後

進

駐

軍

の

命

に

よ

り
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し

た

。

そ

の

後
、

昭
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四

四

年

「

慰

霊

彿

」

を

建

立

、

碑

陰

に

そ

の

芳

名

を

刻
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、

年

々
慰

霊
祭

を

執

行

し

て

い
る

。
（
上
巻
参
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）
な

お
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の
碑

に

は

戦
死
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病
死
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の

ほ

か
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勇
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関
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、

計

二
〇

〇
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名
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い
る

。

表
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j
6
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　戦
没
者
名
簿
（
軍
人
関
係
）

遺
族
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名
簿
に
よ

る
も
転
出
入

等
の
関
係
で
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漏

れ
も
あ
る
。

（
順

序
不
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田 崎 鳥 水 沢 取 賀 田 矢 矢 木 賀

幸 隆 義 脩ﾗﾐ 善
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第6 章 村 の発 展
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二
　

満
州
開
拓
団
と
満
蒙
開
拓
青
少
年
義
勇
隊
（
義
勇
軍
）

】
」
　満
州
移
民
の
概
要

満
州
開
拓
移
民
は
、
昭
和
七
年
か
ら
大
陸
政
策
の
要
と
し
て
、
ま
た
、
深
刻
な

不
況
の
農
村
更
生
策
の
一
つ
と
し
て
遂
行
さ
れ
、
大
別
し
て
満
州
開
拓
団
と
、
満

蒙
開
拓
青
少
年
義
勇
隊
の
二
方
法
で
送
出
さ
れ
た
。

こ
の
満
州
開
拓
と
い
う
大
量
移
民
政
策
は
国
家
的
大
事
業
で
あ
っ
た
。
満
州
事

変
当
時
は
昭
和
恐
慌
の
大
不
況
時
代
で
、
特
に
農
村
は
極
度
の
不
況
に
あ
え
ぎ
苦

し
ん
で
い
た
。
こ
の
農
村
不
況
を
打
開
す
る
た
め
満
州
移
民
が
重
要
国
策
と
し
て

と
り
あ
げ
ら
れ
、
五
族
協
和
、
王
道
楽
土
建
設
の
理
想
を
か
か
げ
て
、
全
国
的
な

運
動
と
し
て
実
行
に
移
さ
れ
た
。

昭
和
七
年
一
〇
月
試
験
（
武
装
）
移
民
と
し
て
第
一
次
弥
栄
村
、
続
い
て
第
二

次
千
振
郷
、
第
三
次
瑞
穂
村
、
第
四
次
城
子
河
、
吟
達
河
と
四
か
年
の
経
験
を
重

ね
、
そ
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
同
一
一
年
か
ら
本
格
的
移
民
政
策
に
ふ
み
き
り
、
時

の
政
府
は
満
州
開
拓
を
十
大
国
策
の
一
つ
と
し
て
、
二
〇
か
年
に

Ｉ
〇
〇
万
戸
、

五
〇
〇
万
人
の
大
量
移
民
計
画
を
た
て
た
。

昭
和
一
三
年
に
は
一
四
～
五
歳
の
少
年
に
よ
る
満
蒙
開
拓
青
少
年
義
勇
隊
の
第

一
次
送
出
が
行
な
わ
れ
、
一
四
年
に
は
日
満
両
国
政
府
に
よ
っ
て
「
満
州
開
拓
政

策
基
本
要
項
」
が
制
定
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
着
々
と
進
め
ら
れ
た
開
拓
移
民
は
、
全
国
で
一
般
開
拓
団
二
四
万

二
〇
〇
〇
人
、
青
少
年
義
勇
隊
二
万
二
八
〇
〇
人
そ
の
他
四
九
〇
〇
人
で
、
合
計

二
七
万
人
と
な
っ
た
。

長
野
県
で
は
市
町
村
長
を
中
心
と
し
て
分
郷
計
画
が
立
て
ら
れ
、
一
般
開
拓
団

二
万
六
三
三
二
人
、
義
勇
隊
六
九
四
二
人
、
そ
の
他
四
六
七
人
、
合
計
三
万
三
七

四
人
の
多
き
に
達
し
全
国
第
一
位
の
移
民
送
出
県
に
な
り
、
昭
和
一
八
年
四
月
一

八
日
全
国
地
方
長
官
会
議
の
席
上
、
天
皇
よ
り
特
に
県
知
事
に
満
州
開
拓
に
関
す

る
御
下
問
が
あ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

送
り
出
さ
れ
た
長
野
県
の
満
州
開
拓
移
民
の
概
況
は
、
図
６
－
4
6
の
よ
う
で
あ

り
、
特
出
し
て
多
い
の
が
下
伊
那
郡
で
分
村
移
民
が
四
か
村
も
あ
る
。
次
い
で
上

伊
那
、
東
筑
摩
で
あ
る
が
、
上
伊
那
の
分
村
移
民
は
伊
那
村
一
か
村
だ
け
で
あ
っ

た
。全

満
各
地
に
入
植
し
た
人
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
厳
し
い
環
境
、
過
酷
な
自
然
条
件

と
闘
っ
て
立
派
な
成
果
を
収
め
つ
つ
あ
っ
た
。
し

か
し
、

入
植
地
の
決
定
（
土

7お



地
の
買
収
や
取
得
）
は
す
べ
て
満
州
開

拓
公
社

に
よ
っ
て
行

な
わ
れ
て
い
た
が
、
公

社
と
旧
地
主
（
現
地
住
民
）
と

の
間
に
不

当
な
売
買
契
約
や
強
制
立
ち
退

き

な

ど

が
多

く
あ
り
、
こ

れ
ら

の
不
満
が
や
が
て
お
と
ず

れ
た
破
局
の
日
に
一
挙
に
爆
発

し
、

惨
禍

を
助
長

す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

(当時の行政 区画による)
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図6-46　 長野県より送り出された満州開拓移民（『長野県満州 開拓史』より）
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昭
和
二
〇
年
八
月
九
日
、
突
如
と
し
て
ソ
連
軍
が
侵
攻
し
て
き
た
が
、
す
で
に

関
東
軍
は
秘
密
裡
に
兵
力
を
南
方
に
移
動
し
て
い
た
。
開
拓
民
は
北
方
ソ
満
国
境

の
辺
境
の
地
に
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
ソ
連
参
戦
後
は
ソ
満
国
境
防

衛
の
た
め
に
開
拓
団
に
根
こ
そ
ぎ
動
員
が
か
け
ら
れ
、
ほ
と
ん
ど
の
青
壮
年
男
子

は
開
拓
団
を
後
に
し
、
残
さ
れ
た
の
は
老
幼
婦
女
子
だ
け
で
あ
っ
た
。

昭
和
二
〇
年
八
月
一
五
日
、
日
本
の
無
条
件
降
伏
に
よ
っ
て
、
無
防
備
、
無
抵

抗
の
開
拓
団
に
、
周
囲
の
中
国
人
の
襲
撃
が
あ
り
、
ソ
連
軍
の
略
奪
が
あ
っ
て
平

和
な
開
拓
団
は
、
阿
鼻
叫
喚
の
巷
と
化
し
た
。
奥
地
か
ら
逃
避
行
を
続
け
た
団
員

は
、
飢
え
と
寒
か
と
病
魔
の
た
め
幼
児
か
ら
老
人
、
婦
人
と
弱
い
者
か
ら
尊
い
生

命
を
落
し
て
い
っ
た
。
世
界
移
民
史
上
未
曽
有
と
い
わ
れ
た
大
悲
劇
の
中
で
、
一

〇
余
年
間
営
々
と
築
き
あ
げ
た
開
拓
事
業
は
一
瞬
に
し
て
崩
壊
し
去
っ
て
し
ま
っ

た
。満

州
開
拓
移
民
で
無
事
帰
国
し
た
者
一
万
七
六
九
八
人
、
殉
難
者
一
万
四
九
三

人
、
残
留
者
八
八
八
四
人
、
行
方
不
明
者
二
二
〇
人
と
い
う
悲
惨
な
結
果
と
な
っ

た
。
破
局
の
と
き
、
上
伊
那
郡
送
出
者
二
五
五
〇
入
の
う
ち
、
半
数
以
上
の
一
四

〇
〇
人
（
五
四
・
九
％
）
が
帰
還
で
き
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
、
大
混
乱
、
大
惨
事
の
中
に
あ
っ
て
も
、
な
お
民
族
を

超
え
怨
念
を
超
え
た
人
類
愛
と
も
い
う
べ
き
温
か
い
行
為
が
各
地
で
あ
っ
た
。
こ

の
こ
と
は
、
そ
れ
か
ら
四
〇
年
を
隔
て
た
今
日
に
お
い
て
、
日
中
友
好
の
絆
と
な

り
、
残
留
孤
児
の
肉
親
探
し
に
み
ら
れ
る
中
国
人
養
父
母
の
あ
っ
た
こ
と
を
、
全

国
民
が
感
激
に
む
せ
び
な
が
ら
初
め
て
知
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
改
め
て
中
国
人

の
寛
容
さ
に
頭
の
下
が
る
思
い
で
あ
る
。

本
村
出
身
の
満
州
開
拓
移
民
が
、
献
身
的
熱
誠
を
も
っ
て
渡
満
し
、
空
し
か
っ

た
「
理
想
境
の
建
設
」
に
邁
進
し
、
結
果
と
し
て
決
し
て
消
し
去
る
こ
と
の
で
き

な
い
悲
劇
と
な
っ
た
史
実
を
こ
こ
に
記
す
の
は
、
犠
牲
と
な
っ
た
人
々
の
鎮
魂
と

平
和
の
尊
さ
を
訴
え
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

岡
　

満
州

移
民
の

気
運

昭
和

七
年
三
月

の
拓
務
省

の
満
州
大
移
民
計
画
（
一
〇
万
戸
五
〇
万
人
）
に
基
づ

い
て
、
本
県

で
は
そ
の
四
月
知
事
を
長
と
す
る
信
濃
海

外

協

会

が
「
愛
国
信
濃

村
」

の
建
設

を
決
議
し

た
。
昭
和
八
年

か
ら
は
第
一
次

の
弥
栄
村
に

つ
い
で
数
次

の
試
験
移
民
（
武
装
）
が
行

な
わ
れ
て
お
り
、
そ

れ
が
一
応

の
成
功
を

お
さ

め

家

族
を
呼
び
寄

せ
る
段
階
に
達

し
た
。

こ
う
し
た
実
績

を
ふ
ま
え

て
、
昭
和
一
二
年
に
は
重
要
国
策
と
し
て
向
こ
う
二

〇
年
間

に

Ｉ
〇
〇
万
戸
、
五
〇
〇
万
人

の
大
移
民
計
画
が

た
て
ら

れ
た
。

弥
栄
村

の
名
声

は
不
況
下

の
農
村
に
ひ

ろ
が
り
、
移
民
熱
は
急

速

に

高

ま

っ

た
。
昭
和

一
二
年
に

は
早

く
も
南
佐
久
郡

の
大
日
向
村
が
分
村
し
て
吉
林
省
に
移

住

し
た
。
こ
れ
が
刺
激
と
な

っ
て
、
県
下
各
村
に
も
分
村
移
民

の
世
論
が
湧
き
お

こ

り
、

一
四
年
四
月
に

は
郡
下

の
町
村
長
が
満
州
移
民

の
現
地
を
視
察
し
た
。

移
民
費

け
大
人
一
人

八
〇
円
、
子
供
一
人
四
〇
円

の
補
助
金
と
、
営
農
補
助
金

二
戸
当

た
り
七
五
〇
円
か
支
給

さ
れ
、
そ

の
他
補
助
金
を
合

わ
せ
て

二
戸
平
均
一

五
〇
〇
円
か
、
日
満
両
国

の
折
半
で
交
付

さ
れ
る
仕
組
み
で
あ

っ
た
。
腕
一
本
で

満
州

へ
行
け

ば
二
〇
町
歩

の
地
主
に
な
り
、
や
が

て
は
内
地

の
資
産
家
以
上
の
生

活
が
で
き
る
と
い
う
宣
伝

が
反
復

さ
れ
た
。

尚
　

本
村
か
ら
の

開
拓
移
民

本
村

か
ら
の
開
拓

移
民

は
昭
和

コ

ー年

の
水
曲
柳
開
拓
団
に
加

わ
っ
た
清
水
安

雄
が
あ
り
、

こ
れ
が
本
村

か
ら
の
移
民

の
先

が
け
で

あ
る
。
以
後
一
四
名
が
本
村

か
ら
移
民
を
し
て

い
る
が
そ
の
開
拓
団

を
表
示

す
る
と
表
６
－
6
5
の

よ

う

で

あ

る
。１

　

水
曲
柳
開
拓
団

こ
の
開
拓
団
は
初
め
松
島
自
由
移
民
団
水
曲
柳
開
拓
組
合
と
呼
ん
だ
が
、
入
植

後
四
年
目
の
昭
和
一
五
年
に
独
立
し
て
「
水
曲
柳
開
拓
団
」
と
称
し
た
。
吉
林
省

水
曲
柳
に
は
中
国

人
三
万
人
、
朝
鮮
人
一
一
〇
〇
人
も

い
る
所
へ

の
入
植
で

あ
っ

735
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表
6
j
6
5
　本
村
に
関
係
あ
る
開
拓
移
民
団

本 終　　 送　 入 所　 入　 名　 次
村　－
出　戦　　 出　　 植　　　 植

畠 で　 ル　 ド ゃ

員　員　　 体　　 目 地　 態　 称　 別

二　 下　 昭 吉　 分　 水　 昭

杢　 伊　 二 林　 散　 曲　 和

＿凸　 琵　 丁 省　 自　 柳　 ＿

○
で　　

町　 三 水　 由　 開　 一
九　　　 村　　 ・　曲　 移　 拓　 一

一 二　　 会　 一 柳　 民　 団　 年
名 人　　　　　 六

①
水
曲
柳

開
拓
団

二　 長　 昭 浜 民長 団中　 第

八　　 ７　　　‾　こ　　　
野　 和　 七

二　　 野　　三　汪　 県　 鎮　 次

一戸　　県　　 ・　省　 単　 信

一　　　　　 三　中　 位　 濃 年昭
六　　　　　　 ・　　　 集　 村　 和

二 四　　　　 二 和　 団　 開　 一
名 人　　　　　 二 鎮　 移　 拓　 三

③

拓中
団和

鎮
信
濃

村
開

九　 出富 か上 昭 平興 集 拓太　 第

七 本貴町伊 一 溝安　　 団平　 一
戸　部原村那 七　 東 団　　溝　 一

郷 君5・　 省 分　 富 昭次
二　 開 北 四　 阿 郷　 貴 和

一 九　 拓 部 ・　 栄　　 原 一
一 六　 団 一 一　 旗 移　 郷 七
名 人　 送 ○ ○　 太 民　 開 年

③
富
貴
原

郷
開

拓
団

た
の
で
、
用
地
の
獲
得
に
は
無
理
が
あ
っ
た
。
こ
の
地
は
気
温
が
最

高
三
〇
度

Ｃ
、
最
低
零
下
三
〇
度
と
い
う
大
陸
的
な
厳
し
い
気
候
の
所
で
あ
っ
た
が
、
土
質

は
腐
植
土
壌
で
地
味
は
肥
え
て
い
た
。

団
は
昭
和
コ

ー年
か
ら
し
だ
い
に
入
植
者
が
増
え
、
水
田
三
五
〇
ｈ
、
畑
二
四

二
〇
ｈ
、
放
牧
地
八
〇
ｈ
、
採
草
地
六
〇
〇
ｈ
、
ほ
か
に
貸
付
地
水
田
八
〇
ｈ
、

畑
五
〇
〇
ｈ
の
合
計
四
〇
三
〇
ｈ
の
耕
地
が
あ
っ
た
。
昭
和
コ
二
年
に
は
稲
熱
病

で
全
滅
と
い
う
失
敗
も
あ
っ
た
が
、
同
一
五
年
の
紀
元
二
六
〇
〇
年
に
は
全
満
を

代
表
し
て
橿
原
神
宮
へ
こ
こ
の
米
を
献
上
し
た
。
北
満
へ
五
Ｏ
ｔ
の
余
剰
米
を
送

り
出
せ
る
よ
う
に
な
り
、
昭
和
一
七
年
に
は
村
政
に
移
行
し
て
い
た
。

２
　
中
和
鎮
信
濃
村
開
拓
団

全
県
的
に
は
ま
だ
移
民
熱
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
か
っ
た
が
、
前
二
回
の
県
単
独

移
民
団
の
成
績
が
良
好
で
あ
っ
た
の
で
、
大
量
移
民
の
気
運
を
ば
か
り
、
昭
和
一

二
年
二
月
第
七
次
信
濃
村
の
団
員
募
集

の
た
め
に
「

満
州
信

濃
村
建
設

の
栞

」
が

作
ら
れ
た
。
そ
の
開
拓
団
の
営
農
計
画
の
概
要
は
、
土
地
一
戸
当
た
り
二
〇
ｈ

で
、
内
訳
は
畑
九
ｈ
、
水
田
一
ｈ
、
林
野
牧
草
地
九
ｈ
、
宅
地
等
一
ｈ

で
あ
っ

た
。
応
募
資
格
は
農
業
が
充
分
で
き
る
こ
と
で
、
政
府
補
助
金
は
１
０
０
０
円
で

当
時
の
最
高
額
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
、
第
七
次
中
和
鎮
信
濃
村
開
拓
団
は
県
全
域
か
ら
二
八
三
戸
が
集
ま

り
、
そ
の
う
ち
で
上
伊
那
四
六
戸
、
下
伊
那
五
三
戸
と
南
信
の
人
々
が
多
く
、
本

村
か
ら
は
加
藤
良
介
、
清
水
縫
男
が
加
わ
っ
た
。

こ
の
開
拓
団
は
初
め
東
安
省
五
道
尚
へ
入
植
予
定
で
あ
っ
た
が
、
現
地
調
査
の

結
果
不
適
当
と
し
て
入
植
を
拒
否
し
、
中
和
鎮
へ
入
植
に
変
更
し
た
。
治
安
は
決

し
て
良
く
な
か
っ
た
が
、
昭
和
一
三
年
二
月
先
遣
隊
が
入
植
、
一
五
年
に
は
各
部

落
と
も
個
人
住
宅
、
畜
舎
が
完
成
し
て
二
次
、
三
次
の
本
隊
が
次
々
と
入
植
し
、

部
落
の
共
同
経
営
か
ら
回
戸
単
位
の
組
の
共
同
経
営
に
移
行
し
た
。

昭
和
二
（
年
か
ら
は
各
戸
に
畑
一
五
ｈ
、
水
田
一
ｈ
あ
て
の
耕
地
を
配
分
し
て

個
人
経
営
に
入
り
、
四
年
目
に
は
自
給
自
足
が
で
き
、
個
人
経
営
も
確
立
し
、
教

育
、
医
療
な
ど
も
充
実
し
て
い
っ
た
。
行
政
面
で
は
同
二
（
年
か
ら
街
村
制
に
移

行
し
、
経
済
面
で
は
開
拓
農
業
協
同
組
合
を
作
っ
た
。

こ
の
時
の
団
員
数
三
一
八
人
家
族
数
一
一
〇
〇
入
、
耕
作
面
積

は
水
田
五
〇

Ｏ
ｈ
、
畑
一
五
〇
〇
ｈ
で
あ
っ
て
、
農
産
加
工
と
し
て
清
酒
九
〇
〇
財

味
噌
二

万
五
○
○
○
㎏
、
醤
油
九
〇
〇
㎏
、
大
豆
油
三
六
〇
附
の
生
産
か
お
り
、
管
内
優

秀
組
合
と
し
て
浜
江
省
長
か
ら
表
彰
さ
れ
た
。

３
　
富
貴
原
郷
へ
の
入
植

田
　
分
郷
計
画
の
樹
立

昭
和
二
（
年
四
月
、
上
伊
那
郷
建
設
の
郡
町
村
長
会
議
が
開
か
れ
た
席
上
で
、

一
七
年
か
ら
始
ま
る
拓
務
省
の
第
二
期
移
民
計
画
に
よ
る
上
伊
那
郷
開
拓
団
は
、

上
伊
那
北
部
の
富
貴
原
郷
、
西
春
近
以
南
の

Ｉ
〇
町
村
の
伊
南
郷
、
東
部
の
三
峯

郷

の
三
郷

の
建
設
が
決
定
し

た
。
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昭

和

一

七
年

三

月

五

日

、

北

部

一
〇

町

村

で

町

村

組

合

を

設

立

す

る

こ

と

が

議

決

さ

れ
、

つ

づ

い

て

Ｉ
〇

月

二

一
日

に

は

「
富

貴

原

郷

開

拓

団

建

設

組

合

規

約

」

が
議

決

さ

れ

た

。

議
案
第
三

六
号
　

町
村
組
合
設
立
ノ
件

南
箕
輪
村
（

満
州
富
貴
原
郷
開
拓
建
設

二
関

ス
ル
事
務
ヲ
左
記
町
村
卜
共
同

処
理
ス
ル
ク

メ
町
村
組
合
ヲ
設

ク
ル
モ
ノ
ト

ス

記

伊
那
町
・
酉
箕
輪
村
　

南
箕
輪
村
　
中
箕
輪

村
　

手
良
村
　

箕
輪
村
　

東
箕
輪
村

朝
日
村
　

小
野
村
　

川
島
村

昭
和
十
七
年
三
月
五
日

提
出
　
　

同
日
議
決

上
伊

那
郡
南
箕

輪
村
長
　

倉
田
友
幸
回

（
役
場
文
書
）

こ

の
町

村

組

合

に

組

合

規

約

が
作

ら

れ
、

中

箕

輪

村

役

場

内

に

事

務

所

を

お

き
、

富
貴

原

郷

開

拓

団

建

設

委
員

が

お

か

れ
、

各

町

村

に

送

出

割

当

て

を

行

な

っ

て
、

農
業

会

、

翼

賛
壮

年
団

、

軍

人

会

婦

人

会

の

協

力

に

よ

っ
て

応

募

者

を

募

り
、

そ

の
結

果

つ

ぎ

の

よ

う

な
開

拓

移

民

者

が

集

ま

っ
た

。

南
箕
輪
村
　

一

一
戸
　

伊
那
町
　

二
回

戸
　
箕

輪

村
　

一
〇
戸

中
箕
輪
村
　

二
〇
戸
　

川
島
村
　
　

一
戸
　

朝

日

村
　
　

八
戸

西
箕
輪
村
　

一
四
戸
　

小
野
村
　
　

一
戸
　

東
箕
輪
村
　
　

一
戸

来
春
近
村
　
　

四
戸
　

中
沢
村
　
　

一
戸

戸
数
計
　

九
五
戸
　

人
数
計
三
〇
三
人

㈲
　

富

貴

原

郷
の

入

植

昭

和

一

七
年

四

万

一
日

、

興

安

東

省

阿

栄

旗

太

平

溝

に

入

植

し
、
「

太

平

溝

富

貴

原

郷

開

拓

団

」

と

称

し

た

。
入

植

地

は
大

興

安

領

の
末

端

丘

陵

地

の

広

大

な

平

担

地

域

で

（
図
6
1
4
7
）
、
地

区

内

に

は
小

川

が

幾

筋

も

流

れ

、
湿

地

が

多

か

っ

た

。

北

東

に

は
伊

南

開

拓

団

が

い
た

ほ

か
、

少

し

離

れ

た

南

方

に

は

三

峯

開

拓
団

が

お

り
、
周
辺
に
は
す
で
に
開
拓
団

が
大
っ
て
い
た
。
土
質

は
砂
質

腐
植
土

で
、
表
土

は
浅

か
っ
た
が
地
味
は
肥
沃
で
あ

っ
た
。

地
区
内
に
は
中
国

人
集
落
四
つ
と
蒙

古
人
集
落

か
お
り
、
以

前
は
匪
賊

の
巣
く

つ
と
言
わ
れ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
入
植
当
時

の
治
安
は
良
好

で
あ
っ
た
。
原

地
人
は
表
む
き
は
大
ず
き
も
良
か
っ
た
が
、

日
本
人
に
対
す
る
反

感
は
強

く
、
根

に
も
っ
て
い
て
親
し
み
が
た
か
っ
た
。

昭
和

一
七
年
三
月
幹
部
、
団
員
合

わ
せ
て

Ｉ
〇

人
の
先

遣
隊
（
本
村
の
植
田
福
弥

も
先
遣
隊
の
一
人
と
し
て
出
発
し
た
）
が
入

植
し

た
が
、

そ
の
と

き
す

で

に

中
国
人

の
家
屋

を
買
収
し

て
宿
舎
も
倉
庫
も
間
に
合

っ
て
い
た
。
農
地
も
中
国
人

の
耕
し

て
い
た
熟
地

を
買

い
あ
げ

て
あ
っ
て
す
ぐ
農
耕

が
で
き

た
。

作
物

の
成
育
は
順
調
で

お
ど
ろ
く
ほ

ど
の
収
穫
が
あ
り
、
母
村

か
ら
は
勤
労
奉

仕

隊
が
作
業

の
応
援

采

村
で
は
清
水
元
美
唐
沢
武
男
の
二
名
が
八
月
二
四
日
奉
仕
隊
と

し
て
出
発
）
に
行

っ
て

い
る
。

ま
た
、

昭
和

一
八
年
に

は

送
出
本
部
の
と
り
は
か

ら

い
で
富
士
見
分
村
か
ら
桐
原

長
人
（
辰
野
出
身
）
を
校
長
と
し

て

迎

え
、
在
満

国
民
学
校
を
開
校
し

た
。

入
植
三
年
目
の
昭

和
一
九
年
か
ら
プ
ラ

ウ
（
畜
力
用
畑
作
型
に）
農
法
に
切
り
替

え

一
戸
で
八
ｈ

を
耕
作
し
、
み
ご
と
な
収
穫
を
あ
げ
食
糧

は
自
給
自
足

の

域

を

超

え
、
三
分
の
一
は
供

出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
こ

ろ
か
ら
大

陸
農
業

の
だ

い

ご
味
が
出

て
来
て
、
昭
和

二
〇
年

か
ら
は
個

人
経

営
に
移
行

す
る
と
張

り
切

っ
て

い
た
。

部
落
尾
二
〇

年
四
月

に
は
六
部
落
と
な
り
、
九
七
戸
、
二
九
六
人
が
瑞
穂
・
花

圈

・
大

和
・
宗
平

・
旭
等
と
名
づ
け
た
そ
れ

ぞ
れ
の
部
落
に
落
ち
着

い
て
、

こ
こ

。
を

わ
が
第

二
の
故

郷
と
部
落
長

を
中

心
に
将
来
の
夢
を
ふ
く
ら
ま
せ
て

い
た
。
同

二

九
年
に

偉
診
療
所
が
開
設
さ
れ
て
お
り
、
学
校
も
児
童
数
が
二
〇

余

大

に

ふ

え
、
先

生
も
四
人
と
な
り
、
子
供
た
ち
の
歌
声
も
明
る
く
王
道
楽
土

は
目

の
前
に

あ

る
と
思
え

た
。
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① 水曲柳開拓団

② 第七次中和鎮信濃村開拓団

③ 第十一次太平溝富貴原郷開拓団

４
　
開
拓
団
の
終
末

開
拓
団
の
終
末
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
に
も
悲
惨
で
あ
っ
て
記
す
に
し
の
び
な

い
も
の
が
あ
る
が
表
６
－
6
6
に
よ
っ
て
本
村
出
身
者
の
最
終
消
息
を
掲
げ
、
富
貴

原
郷
に
つ
い
て
そ
の
概
要
を
記
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

富
貴
原
郷
の
終
末
　
こ
の
開
拓
団
に
召
集
令
状
が
昭
和
一
九
年
三
月
か
ら
下
る

よ
う
に
な
り
、
二
〇
年
に
は
遂
に
団
長
以
下
二
八
入
が
召
集
さ
れ
た
。
八
月
一
五

日
に
は
終
戦
が
知
ら
さ
れ
て
い
た
が
、
現
地
で
は
二
（
日
に
な
っ
て
も
デ
マ
だ
と

本 村出身者関係開拓団入植地図6-47

言

い
、「
開
拓
団

は
現
場
を
維
持
せ
よ
」
と
い
う
関

東
軍

の
命
令
電
報

が
一

九
日
に
入

っ
た
。
そ
の
と
き
は
す
で
に
脱
出
の
道
は
と
ざ
さ
れ
て
い
た
。

翌
八
月
二
〇
日
か
ら
暴
徒
の
襲
撃
を
受
け
、
家
財

道
具
、
寝
具
、
衣

類

を
放
置
し
て
着
の
み
着
の
ま
ま
で
辛
う
じ
て
逃
げ
出
し
た
。
暴

徒
は
家
財

一
切

を
略
奪
す
る
と
全
戸
に
火
を
放

っ
た
。
危
機
の
切
迫
す
る
な
か
で
団

は
最
後

の
処
置
を
と

っ
た
。
日
本
人
の
名
を
汚
す
ま

い
と
婦
女

子
に
は
毒

薬

を
配
布
し
、
重
要
書
類
を
焼
却
し
て
避
難
し
、
伊
南
郷
か
ら
天

草
開
拓

団

へ
落
ち
伸

び
た
。

こ
う
し

た
逃
避
行

の
な

か
で
茶
碗
や
幼
児
の
お
む

つ
ま
で
略
奪
さ
れ
、

拒

む
者

は
銃
殺

す
る
と

い
う
こ
と
が
繰
り
返
さ

れ
た
。
正
規

の

八

路

軍

（
共
産
軍
）
が
入

っ
て
来

て
よ
う
や

く
治
安
は
良

く
な

っ
た
が
、
厳
し

い
寒

気

の
中
で
越
冬

の
見
通
し
も
立

た
ず
、
分
散
し
て
中
国
人
の
手
に
す
が
る

こ
と
に

な
っ
た
。

こ
の
こ
ろ
か
ら
乳
幼
児
や
老
人

の
栄
養
失
調
で
死

ぬ
も

の

が

出

て

き

た
。
八
路
軍

が
駐
屯

し
て
「
日
本
人

を
保
護
せ

よ
」
と

い
う
声
が
し

だ
い

に

高
ま
り
、
働

け
る
者

は
中
国
人

の
家
で
働

き
、
各
人
各
様
に
生
き

る
道

を
求
め
て
正

月
を
迎
え
た
。
そ
れ
か
ら
は
中
国
人

と
全
く
同

じ
も

の
を
食

べ
さ
せ
て
も
ら

っ
た
が
、
着
る
も
の
は
団

を
出

た
と
き
の
ま
ま
だ
っ
た
か

ら
、
風
に
と
り

つ
か
れ
発
疹
チ
フ

ス
に
か
か
り
苦
し
め
ら
れ
た
。

昭
和
二
一
年
八
月
二
〇
日
、
チ
チ
（

ル

の
日
僑
還
送
本
部
か
ら
日
本
人
引

き
揚

げ

の
命
令

が
あ
り
、
第
一
回
八
月
二
七
日
、
第
二
回
九
月
六
日
の
二
回
と
決
ま
っ

た
。
こ
の
こ
ろ
に
な

る
と
中
国
人
も
敗
戦
当
時
と
は
う

っ
て
変

わ
っ
て
別

れ
を
惜

し
み
、
親
切
に
し

て
く
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
お
り
、
現
地
出
発
に
際
し
て
は
送
別

会
を
開

い
て
く
れ
、
小
学
校
児
童

ま
で
見
送

っ
て
く
れ
た
。

チ
チ
（

ル
に
集
合

し
て
、
（

ル
ビ
ン
、
長
春
、
瀋
陽
、
錦
川
を
経
て
胡
芦
島
か

ら
引
揚
船
雲
仙
丸

で

Ｉ
〇
月
二

七
日
博
多
に
上
陸
し

た
。
出
発
以
来
、
四
五
日

の

7銘
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表
６
－
6
6

本
村
出
身
満
州
開
拓
団
の
状
況

（
『
長
野
県
満
州
開
拓
史
』
よ
り
）

//　伊　μ　μ　μ　μ　μ　μ　伊 安　　μ　μ　μ　清 μ　μ　μ　μ　μ　μ　μ 加 加　 μ　リ　μ　μ　清

藤　　　　　　　　 藤 藤 第　　　　 水　　　　　　　　　 藤 藤 第　　　　　 水 水

光 兼 だ 房 冨 光 今 み 庄 五 す:達 弘 竹 縫 八 八 八 八 八 八 八 み 良 七 美 征 重 月　安 曲
け　 貴　　　 さ　　 、　　　　　 重 千　 已　 志　 ふ　　次 智　　　　　　 開

子 義 子 子 子 子 子 子 治 男 笑 夫 司 子 男 子 代 末 人 留 美 良 ゑ 介 昌 子 夫 子 子 雄 添

氏

名

半　　　　　　　　　　　　　　　　　　 饌　　　　　　　 ＿

女 男 μ　μ　μ　μ　μ　女 男 男 姿// 男 女 男 μ　μ　女// 男 女 男 女　 果 女 男// 女 男jg

妻 づこ　 言 ﾊﾟ 犬 帽ﾚ い 四 回 ﾊﾞﾙ ﾊﾞ　　ﾚ 牡
妻

仁

大 大　 μ　μ　昭 大 明 昭
開　　　　　 μ　μ　

り　μ　μ　μ 昭 明　
団　　　　　　 戸

全 二　 士 谷 Ξ 二 回 毘 拓　　　　　 二 ≒ 士 言 ニ プ ¨ ■　 ＿　　　//　 大

○ 五　 九 七 四 四 元 三
６　　　　　 ｙ 七 万 ミ 一 九 六 三　 こ

● ●　　 ●　● ●　●　●　●
団　　　　　

●　●　●　●　●　● ●　●　 戸　　　 六 五 人

Ｔ ‾-　 九 二 宮 二 八 一 ⌒　　　　　 Ｔ 手 方 平 五 七
一 一　 数　　　　 Ｔ　 し 員

‘　
こ　　　 ●　●　●　●　●　●　≒　　　　　　　　　こ　・　ユ　 ●　●　●　●　●　　　ご　　　　　　六　 マ　́一 字　　　 ブ ご　　　 二 戸　　　　　 ニ ブ ニ 一　 一 二 二　 二　　　 つ マ 一

七 八　 ‘ 七 五‘ 九 万 ダ　　　　　 六 七 七 四 ‾ 三 ふ ７゙ 　 八　　　Sl 豆 ｀

－ ⌒ ⌒
一 一 ⌒ ⌒ ⌒ ⌒ 九 一 一 ⌒ － ⌒ － 一 一 一 一 一 一　 二　　　　　　 〇

2428 0 1 3 6 303417 五5 7 383815 3 5 7 9 111436　 戸 － 一 一 ⌒ ⌒ 九
心 ｗ Ｗ Ｗ 心 ｗ 心 心 Ｗ ‾ 心 心 心 心 心 心 心 心 心 － 一 一　　　1 2 528 29

戸　　　　　　　　　　　　　　　　 一 一 一 一 一 五
人　　　　　　　 人

大　　　　　　　 大 久 Ａ　　　 大　　　　　　　　 神　 員　　　　　 大 ‾

泉　　　　　　　 泉 保
］
回　　　　 泉　　　　　　　　　 ｽﾞﾝ　ｽ　　　　　 泉

ｏ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一

三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 六

人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四

＿ ＿ ‾　　　　　　　　　　　　　　　　 人

九 八　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごμ　μ　μ　 ●　●

皿 三

一　　　　　　　　　　　　　　 一　　　　　　　　 一　　　　　　　 －

゛　　　　　　　　　　　　　一. －　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　μ　　゙

こ　　　　　　　　　　　　　　゚　゜
ご　　　　　　　　　　　　　八 四

帰 死 未　　　　 死　 帰 帰　　　　　 死 帰　　 死　　　　 帰　　　　　 死　 帰

り帚　μ　μ　μ　　　11　　　　　　　μ　μ　μ　　　　　μ　μ　　　μ　μ　μ　　　　　　　μ　μ　　　μ

還 亡 還　　　　 亡　 還 還　　　　　 亡 還　　 亡　　　　 還　　　　 亡　 還

元 行 一　　 一　　 一 一　　　　　 一　　 一 一　　　　　　　　　　 一 一 一　　 一石　 石　 二 こ　　　　　 う　 石 弓　　　　　　　　 二 訪　 二

＝Wy 三　 Ξ// Ξ μ Ξ 二　//　//　// 八　 三 石　　　　　　　　　 ＝ Ξ 二 μ　
七

°
市　　　　゙ 　　　゚ 　　　゙ 　゛　　　　　　　　　こ　　　こ　こ　　　　　　　　　　　　　　　　●　゚ 　●　　　こ

一 国　 六　 七　 七 九　　　　　 三　 辰 石　　　　　　　　 一 三 Ａ　 Ξ

興 内　　　　 興　 チ　　　　　　 浜　　　　 三　　　　　　　　　　 新　 所 新

安 蒙 μ　μ　μ 安/ ノ チ　　 μ　μ　μ 江　 μ　μ 江　　　　　　　 μ　μ 京//　 京

東 古　　　　 東　ﾉﾍ　　　　　　　　　　 省　　　　　 省　　　　　　　　　　　　 市　　 市

省 市　　　 省　 ル　　　　　　 延　　　 方　　　　　　　　　　　　 南

阿　　　　　　　 阿　　　　　　　　　　　 寿　　　　　 正　　　　　　　　　　　　　　　　 大

菜　　　 果　　　　　 旱　　 県　　　　　　　 算

県　　　　　　　 県　　　　　　　　　　　 和　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 難

鎮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 民

収

容

引 病 残　　　　ﾉ ゝ　　 引 引　　　　　　 自 引　　　 巍　　　　　 引　　　　　 病　　 引

揚　　　 μ　μ　μ シ// 揚 揚　　　//　 揚 μ　μ　　　μ　リ　μ 揚　　 μ　μ　　　μ 楊

げ 死 留　　　　 ヵ　 げ げ　　　　 決 げ　　 疹　　　　 げ　　　　 死　 げ

性
別

読
生

年

月

日

ﾙﾙ

本

籍

地

家

出
発

の
日

出

征

生死

の
別

診
M?

現

地

最

後

の

場

所

生
死

の
事
由

7 駒



μ 山

崎

μ　 μ　 μ　μ　 μ　吉　 μ　μ

田

宮

下

μ　 μ　本　//　 保　 μ　μ　 リ

沢　　 科

俊 千　 育 守 悦 は 茂 勝 園 恭 賞 良 政 ふ 朔 詔
る

子 十 誠 枝 夫 子 子 男 美 枝 之 子 子 文 み 郎 次

女 男 男 女 男// 女 男 男 女 男// 女 男 女 男 男

美
穂
子

沢

田
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μ　 り　 μ　 μ　 μ　μ　 片　 μ　 μ

桐

ひ 義 千 富
ふ　 代 美
み 次 美 子

吉

胤

あ
き
ゑ

八
重
子

千
恵
子

// 女 男// 女 男//

妻ま 叉4ｽﾞｼ]宍晏まづ と]U}妻 帽y 妻でt]ヵ でUｶ}晏 妻

一

一

大//
一

燈 今

一

一 九
三 三

八 ‾－

－ －
25 1
一 一

南

殿

（
大

萱

）

一
（

二

一
・

Ξ
　

二
（
一
）・

五
・
一
五

死 帰

亡 還

一
一 一一 一
二 ？

´ご　 八

言 火

ソ
連

ア
ン
ゼ

ル
カ

一

一
一
七

ら７

心

昭

元
・

九 一 七 九

ら11

Ｗ

μ

-
一
一

丿し

ｰ
八

死 帰

亡 還

一一一

一

一一一

一 一冗 冗 三

一 － ⌒
13 39 42
一 一 －

大
泉

μ　 μ

言

こ

二
・
二
五

三

・

九
・
一
三

死
　

亡
　

三

一
一一

八
０

Ｗ

六 つ

●　 ●

Ｘ　　 ，
一

ら20

Ｗ

ら26

Ｗ

大
芝

一（
・

玉

石
　

一
苧

七
・
言

μ　 μ

一

一

苧

二
つ

九
・
二
五

帰 死

還 亡

三 三

●　●
亨 丁

三 三

チ
チ
（

ル

興
安
東
省
阿
栄
旗
県

八 八 “ 三 六

一
一

九

W Ｗ 三 八

（
4
1

）

（
3
7

）

（
2
6

）

（
2
1

）

八２

Ｗ

南
殿

大
芝

一（
・

子
二
二
　

言
・

七
三

）

//

一
一
一

一

一一

一
つ

帰 帰 死 死

還 還 亡 亡

一　　 一 一一　 一 一一　 一 一

七

一
一

八

Ξ
　
興
安
東
省
阿
栄
旗

県

-

Z

l べ I

（

シ
カ

発
疹
チ
フ
ス

引
揚
げ

引
揚
げ

（

シ
カ

復
　
員

引
揚
げ

病
　
死

引
揚
げ

病
　
死

復
　
員

本
人

四 三 長
女 女 男

″

三

・

七
・
二
二

″

七
・

一
・

一

明

四
つ
・

Ξ

・
一

四

″

四
五
・
　

丁

一
（

昭

一

万

七
・

Ξ
（

ら４

Ｗ

心33

心

μ　 μ

μ　 μ

μ　 μ

μ　 μ

μ　 μ

八
37

心

南
殿

一
今

六
こ
（

八13

心

帰 死

還 亡

三 言

●　●Ξ 乙

●　●一 一

興
安
東
省
阿
栄
旗

県

引
揚

げ

八７

Ｗ

益 貞
次
郎

// 女 男

植

田

正 福

子 子 弥

// 女 男

本
人

妻
長
女

本
人

妻
長
女

二
女

μ　 μ 昭

亨

七
・
Ξ

七
・

三
・
三

九
こ

こ

言

大

子

了

五

μ

（

・
Ξ
・
二
六

昭

一
九
・
一
二

三

明

三
四
・

予

言

と

亨

三
・
言

（
3
2

）

（
2
6

）

（

１

）

（
4
4

）

（
4
3

）

（
1
5

）

（
1
3

）

（
1
0

）

一
票

四
・
一
（

北
殿

一
今

四
こ
（

μ　 μ　 μ　 μ　 μ

11　11　11　11　 μ

11　11　 μ　11

μ　 μ　 μ　 μ　 μ

帰

還

言
一
一

一
一

一一
一

引
揚
げ

一

八

一

こ

一
つ

μ　11

μ　 μ

μ　11

11　 μ

Z卯

田

畑

一

yl 「ゝ

一

一

一

つ

帰
　

還
　

二
回
Ξ

Ξ
　
興
安
東
省
阿
栄
旗
県

引
楊
げ



戦争 と南箕輪第6 節

長
い
日
数
が
か
か
っ
た
帰
還
で
あ
っ
た
。

匈
　
満
蒙
開
拓
青
少
年
義
勇
隊

１
　
概
　
　
　
要

青
少
年
は
士
気
旺
盛
で
あ
り
、
気
候
風
土
へ
の
適
応
力
も
強
く
純
真
で
規
律
正

し
い
の
で
、
満
州
開
拓
移
民
と
し
て
最
適
と
期
待
さ
れ
、
青
少
年
義
勇

隊
と
し

て
、
昭
和
一
〇
年
約
一
〇
〇
人
の
送
出
が
あ
り
、
コ

ー年
に
は
三
〇
〇
大
を
伊
拉

恰
に
入
植
さ
せ
た
後
、「
満
蒙
開
拓
青
少
年
義
勇
隊
実
施
要
領
」
を
定
め
て
、
一

三
年
に
は
一
挙
に
二
万
七
〇
〇
〇
大
を
渡
満
さ
せ
た
。

当
初
青
少
年
義
勇
隊
は
各
県
混
成
の
隊
員
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
一
七
年
か
ら
は

長
野
県
は
県
出
身
者
だ
け
で
編
成
し
て
送
り
出
し
た
。
一
八
年
に
な
る
と
戦
局
が

拡
大
し
応
召
や
入
営
兵
が
ふ
え
、
陸
海
軍
志
願
兵
の
割
り
当
て
も
あ
っ
て
義
勇
隊

応
募
者
が
減
少
し
、
そ
の
割
り
当
て
に
応
ず
る
た
め
に
は
、
小
学
校
高
等
科
担
任

や
、
役
場
職
員
は
家
庭
訪
問
を
し
て
勧
誘
に
努
め
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。

応
募
者
は
内
原
訓
練
所
で
開
拓
魂
と
集
団
生
活
の
訓
練
を
受
け
て
渡
満
し
た
。

表
6
1
6
7
　本
村
に
関
係
あ
る
満
蒙
開
拓
青
少
年
義
勇
隊

渡
満
後
の
生
活
は
す
べ
て
軍
隊
式
で
一
個
中
隊
に
お
よ
そ
三
〇
ｈ
が
与
え
ら
れ
、

馬
一
五
頭
、
牛
六
頭
、
豚
八
〇
頭
を
飼
育
し
、
農
耕
は
主
と
し
て
馬
を
使
っ
て
行

な
っ
た
。
こ
こ
で
三
年
間
の
訓
練
生
活
の
後
未
開
地
に
入
植
し
、
そ
こ
で
初
め
て

自
分
の
土
地
を
持
ち
、「
大
陸
花
嫁
」
を
迎
え
て
世
帯
を
構
え
る
と
い
う
筋
道
で

あ
っ
た
。

２
　
本
村
関
係
義
勇
隊
開
拓
団

本
村
に
関
係
あ
る
義
勇
隊
開
拓
団
は
表
6
1
6
7の
よ
う
で
あ
っ
た
。

田
　
長
南
義
勇
隊
開
拓
団
（
図
６
－
4
8の
①
）

長
南
義
勇
隊
は
本
村
出
身
者
が
参
加
し
た
開
拓
団
の
う
ち
で
は
最
初

の
も

の

で
、
三
年
余
の
訓
練
の
後
安
江
省
長
南
に
入
植
を
し
た
。
長
南
の
治
安
は
良
好
で

入
植
以
来
一
度
も
被
害
を
被
っ
た
こ
と
が
な
く
、
近
く
に
中
国
人
部
落
三
と
、
口

シ
ア
大
民
家
三
〇
戸
ほ
ど
、
朝
鮮
人
の
小
部
落
が
あ
っ
た
が
開
拓
団
に
協

力
的

で
、
対
団
感
情
は
極
め
て
よ
か
っ
た
。
開
拓
団
は
総
戸
数
一
八
一
戸
で
上
伊
那
か

ら
は
一
五
戸
、
一
八
人
が
入
植
し
て
い
た
。

本 入 開 右　 現　 渡 内 次
牡 ﾄﾞ　ﾔﾘ

数 日 地 日　 所　 員 出入 別

名

称

竺資と竺　‰　 漕 第

六
江五　甲波　　三‾

ェlj ， 問　 言 次

○
長・．､､訓訓　　・・

二圈言言 に 言

ﾇ:　　 省　ｿ ﾋﾟ

長
南

義
勇

隊
開

拓
団

,，牡//　 寧　　　//
第

一 丹 一　 安　　// 一九 江 六　 訓　　　 六 四

・ 省 ・　 練　　　 ・ 次

六 寧 六　 所　　 六三
・ 安 ・ こf　　 ‥

県 二　ttt 二 一二
一 旧 六　 尊ふ　三 六四

ミ　 街　　 茫　 五
人　 村　　 営　 人

西

海
浪

義
勇

隊
開

拓
団

ﾀﾊ゙§゚と　貧　　二 第

○総七　吟　　　七
五

岫 よ 潔　 五丿

こぼ二　
所　。工二

弓新二　　　石o 豆
]ﾀﾞ　?K　　ﾒ:

第信

三州
義綜
勇合

隊義
勇

隊
開
拓団

未 ，z　鉄　　　zz 第

入 穴　 頂　　 二 六

植 ・　 練　　　 ・ 次
九　 所　　　 九三

一　 一－ 一　 一

六　　　
八　　　yﾐ 九三

人　　　　　　　　 人

鉄

譜
義
勇

隊
小
池
中
隊

未 二　 談　　 岬 第

入 九　 訓　　 九 七

植 ・　 練　　 ・ 次
Ａ　 夕F　 ヰ

○　所三　二 二二

四　　　　Ui
ﾌﾞ) ¨

人　　　　 練 人

一
一一江

義
勇

隊両

角中

隊

膝皿　 虐 第

県訓　　○
八

東練　　　・次
尹　 阿

一
ｽﾊﾞj　 六三

長

野
第

一
一
勝
岡

中
隊
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第 ６ 章 村 の 発 展

① 第一次長雨義勇隊

② 第四次西海浪義勇隊

③ 第五次信州綜合義勇隊

④ 第六次釧駈義勇隊

⑤ 第七次三江義勇隊

⑥ 第一次宝石義勇隊

㈲
　
宝
石
義
勇
隊
開
拓
団
（
同
図
の
⑥
）

前
掲
の
表
に
は
記
さ
れ
て
い
な

い
が
、
長
野
・
福
島
・
神
奈
川
・
三
重
・
香

川
・
沖
縄
の
六
県
出
身
者
で
編
成
さ
れ
、
昭
和
コ
二
年
に
渡
満
し
、
（

ル
ビ
ン
等

で
訓
練
を
受
け
た
後
、
宝
石
に
入
植
し
た
。

本
村
出
身
一
名
が
こ
の
開
拓
団
に
参
加
し
て
い
る
。
こ
の
隊
は
三
五
〇
人
い
た

が
入
営
兵
を
送
り
出
し
た
り
、
他
団
へ
移
行
し
た
り
し
て
入
植
し
た
の
は
二
〇
〇

名
に
減
少
し
た
が
、
家
族
の
入
植
で
明
る
い
笑
い
声
が
聞
か
れ
て
い
た
。

本村 出身義勇隊の入植地と訓練所図6-48

㈲
　
西
海
浪
義
勇
隊
開
拓
団
（
同
図
の
②
）

昭
和
一
五
年
度
に
「
新
計
画
と
し
て
郷
土
を
同
じ
く
す
る
小
隊
お
よ
び
中

隊
を
編
成
し
、
幹
部
は
県
内
よ
り
選
定
配
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
西
海
浪
義
勇
隊
は
、
上
下
伊
那
、
諏
訪
、
南
北
安
曇
の
五
郡
の
出
身

者
で
編
成
さ
れ
、
昭
和
二
（
年
六
月
横
川
中
隊
と
し
て
渡
満
し
た
。
狼
の
ほ

え
る
声
を
聞
き
な
が
ら
炎
熱
と
零
下
三
〇
度
の
厳
し
い
気
象
条
件
の
中
で
厳

し
い
訓
練
の
後
、
一
九
年
六
月
一
日
入
植
し
た
。
本
村
か
ら
は
三
名
が
大
っ

て
い
た
。

し
か
し
、
入
植
直
後
横
川
中
隊
長
が
病
死
し
、
二
〇
年
二
月
に
は
多
く
の

入
営
者
が
あ
り
、
一
〇
〇
大
ほ
ど
の
在
団
者
の
う
ち
、
わ
ず
か
七
〇
余
人
で

耕
地
を
必
死
で
守
る
と
い
う
状
態
で
、
営
農
計
画
、
建
設
計
画
が
行
き
詰
ま

っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
と
き
、
唯
一
人
の
幹
部
宮
下
団
長
に
召
集
令

状
が
下
り
開
拓
団
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
機
能
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。

㈲
　
信
州
綜
合
義
勇
隊
開
拓
団
（
同
図
の
②
）

昭
和
一
六
年
春
、
行
政
当
局
と
郡
教
育
会
が
昭
和
一
七
年
春
卒
業
生
を
対

象
に
募
集
し
、
団
員
は
上
下
伊

那
関

係
の
出
身
者

で
、
昭
和
一

七
年
五
月
渡

満
、
二
〇
年
四
月
三
〇

日
、
東
満
総
省
寧

安
県
に
入

植
し
た
。
本
村

か
ら
は

五
名
が
参
加
し
て

い
る
。

青
少
年
の
純
情
に
訴
え
た
こ
の
開
拓
団

も
、
万

般
が
順

調
に

進
ん
だ
わ
け

で
は
な

い
。
昭

和
一
七
年

の
暮

に
な
り
現
地

の
不
安

な
実
情

が
ど
こ
か
ら
と
も
な

く
伝

わ
っ
て
き
て
、
父
兄
が
動
揺

し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

㈲
　
鉄
朧
義
勇
隊
小
池
中
隊
（
同
図
の
④
）

こ
の
義
勇
隊
は
内
原
訓
練
所
終
了
後
、
広
島
県
福
山
市
で
勤
労
奉
仕
隊
と
共
に

炎
天
下
の
開
墾
作
業
を
し
、
九
月
に
渡
満
鉄
朧
訓
練
所
に
入
っ
た
。
隊
員
は
上
下

伊
那
と
諏
訪
の
三
郡
出
身
者
で
郷
土
中
隊
で
あ
っ
た
。
こ
の
鉄
朧
で
農
耕
と
開
拓

団
移
行
の
必
要
技
術
の
習
得
に
努
め
、
一
九
年
に
は
三
江
訓
練
所
の
建
設
に
協
力
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表
6
j
6
8
　本
村
出
身
の
義
勇
隊

○ ○ ○　　　　 ○　 ○
正 清 唐 安　 堀 清 熊 會 征 遠　 樋 牝 北 唐 安　　 藤 池 土　//　//　 唐　　 清

木 水 沢 積 言　 水 倉 田 矢 藤 笑 代 林 原 木 藤 翌 天 上 ｍ 嗇　　　 （ 万 水?ﾓ

千 文 止　ﾔ ﾀﾞ 富 辰 文 四 昭 今 袁 邸 秋 信　 こﾙr 皇 昭 一 嗇 那 糸 国 ｶﾞt蕊 貪

々 皿 － コ ル 大 圭 宍J に
票ﾐljj

市 っ 肖･ｍ
ｼﾞW

サ ニ
づ 卜

三

八 § 宍じIW

男 男 男 男 笑 男 男 男 男 男 男 京 男 男 男 男 男; ヵ斐男 男 男 裂 ″ 女 男
戸

男 §1

本 本 本 本 皐 本 本 本 本 本 本 旱 本 本 本 本 本 開箭 本 本 本at　　 本 啓 本 蔭

人 人 人 人 隊 人 人 人 人 人 人 隊 人 人 人 人 人 縦 ぶ 人 人 人 開　　 人 石 人 ＿

昭 昭 昭 昭 戸 昭 昭 昭 回 昭 昭 戸 昭 昭　 昭
言

昭 昭 大MI　 大
戸

大
宸

ヽ･　　　　　四　　　　ヽ 　　　　　　　　　　一　　　　 一　　　　　 一　　－？ 苧 亭 亨 啓 ？ 亨 ？ 子 亨 ？ 啓 子 予　　 子 ご 予 子 亭 －　　 予 奏 ９ －

？ 今 了 乎 石 子 今 于 子 苧 ７ 回 子 亨　　 ７
警

亭 了 今
泉　　 苧ｸl ゃ ご

石 云 ＝ 旦 八 二 二 む 豆 已 犬 九 豆 三　　 豆 回 只 五 Ξ 二　　 ⊆ 五 盲 戸

一 － － ⌒
戸

一 一 一 一 一 一
戸

一 一 － － 一 二 ー ⌒ 一
回　　

⌒
さ

一
16 15 15 15　16 17 16 36 16 16　17 17 17 17 17 戸18 18 18 二　　22　23 A－ － － 一 人 一 － － － － 一 人 － － 一 一 －　　 － － 一 戸　　　 一　 一 貝

氏

名

ｊ

ＩＩ

ｌ

ｇ

ｌ

匹

ｃ
ｊ

セ

性
別

談
生

年

月

日

添

本

籍

地

家
出
発

の
日

出

征

生
死

の別

具
萱

現

地

最

後

の

場

所

生死

の
事
由

（
『
長
野
県
満
州
開
拓
史
』
よ
り
作
成
）
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し

、

二

〇

年

に

は

多

く

の
隊

員

が

入

営

す

る

状
況

の
下

で
終

戦

を

む

か

え

た

。

こ

の
小

池

中

隊

の
中

隊

長

小

池

吉

郎

は

、

教
育

会

か

ら

懇

望

さ

れ

て

そ

の
任

に

つ

い

た

わ
が

南

箕

輪

小

学

校

の
訓

導

で

あ

っ
た

。

な

お

庶

務

指

導
員

は

本

村

出
身

の
訓

導

倉
田

四

郎

で

、

そ

ん
な

関

係

か
ら

本

村

か

ら

六

名

が

隊

員

と

し

て

参
加

し

、

う

ち

三
名

の

尊

い
犠

牲

者

を
出

す
結

果

と

な

っ

た

。

㈲
　

三
江

義
勇

隊
両

角
中

隊

（
同
図
の
⑤
）

南

信

三

郡

出

身

者

を

も

っ
て

編

成

さ

れ

、

本

村

か

ら

は

四

名

の

参

加

者

か

お

り
、

昭

和

一

九
年

五

月

渡

満

、

鉄

朧

訓
練

所

に

入

所

、

二

〇

年

三

月

、

三

江

省

訓

練

所

に

移

っ
て

こ

こ
で

終

戦

を
迎

え

た

が
中

隊

長

が

病

死

し

、

本

村

出

身

者

も

二

名

尊

い
犠

牲

と

な

っ

た

。

な

お
、

第

八
次

第

十

一
勝

岡

中

隊

も
編

成

さ

れ

た

が
、

渡

満

前

に

終

戦

と

な

っ

た

の
で

省

略

す

る

。
（
本
村
関
係
四
名
）

３
　

物

故

者

慰

霊

像

の

建

立

上

伊

那

教

育

会

と
上

伊

那

市

町

村

会

が
発

起

者

と

な

っ

て
、

青

少

年

の
戦

争

犠

牲

者

の
慰

霊

の

た

め

、
「
平

和

を

象

徴

す

る
少

年

の
立

像

」

を
建

立

し

た

の

は

昭

和

三

五

年

で

あ

る

。

そ

の
趣

旨

に

よ

る
と

、

次

の
よ

う
に

な

っ

て

い

る

。

今
回
遣
族
会
、
同
級
生
、
義
勇

軍
生
存
者

等
の
要
望

に
応
え

る
と
共
に
、
こ

れ
ら
物
故
者

の
慰
霊
像
を
建
設

し
、
尊
い
犠

牲
者

の
霊

を
慰

め
る
と
共
に

、
更
に
強

く
平
和

を
永
久
に

維
持

し
た
い
わ
れ
ら
の
念
願
の
結
晶
と
し
て
、
永
く
こ
れ
を
祈
念
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る

満

州

移

民

に

つ

い
て

は

、

当

時

長

野

県

は

一

般

の

開

拓
団

に

お

い
て

も

義
勇

隊

に

お

い
て

も

全

国

一

位

の
好

成

績

を

も

っ
て

い
た

。

し

か

し

、

戦

後

に

な

っ
て

冷

静

に

考

え

て
み

る
と

、
『
満

州

開

拓

史

』

に

前
長

野

県

農

協
中

央

会
長

滝
沢

敏

の

次

の

こ
と

ば

が
、

悲

し

く
も

真

実

で

あ

り
、

悔

恨

と

し

て
心

に

残

る

。

…
…
特
に
私

の
心
に
残

る
悔
恨

は
、
満
州
移
民

の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
個
人
が

図6-49　少 年 の 塔

そ
の
責

め
を
負

う
性
質

の
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
協
同
運
動

の
列
に
加
わ

っ
た
者
全

体

が
、
結
局

は
日
本
農
民

の
貧
困
が
、
大
陸
進
出
と

い
っ
た
形
で
利
用
さ
れ
た
結
果
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
事
実
に
対

し
ま
し
て
、
自
分
達

の
不
明
が
今

な
お
悔
や

ま
れ
る
の
で
あ
り

ま
す
。

ブ
ース
ジ
ル
な
ど
へ
の
移
民

の
ご
と
く
、
旧
満
州

へ
の
そ
れ
も
終
始
平
和
的

な
も

の
で
あ

っ
て
ほ
し

か
っ
た
。

当

時

移

民

し

た
人

々
は

国

の

た

め

に
、

五

族

協

和

の
旗

の
下

、

民

族

を

超

え

た

共

存

を

そ

こ

に

築

こ

う

と

念

願

し

て

お

り

、

そ

の

限

り

そ

れ

は

真

実

で

あ

っ

た

が

、

そ

の
基

盤

に

平

和

の
な

か

っ

た
こ

と

に

よ

っ
て

一

切

は

壊

滅

し

て

大

き

な

惨

禍

を
残

し

て
し

ま

っ

た

。

そ
う

し

た
平

和

へ

の
祈

念

が

こ

の
ブ

ロ

ン
ズ

の
慰

霊

像

と

な

っ
た

の

で

あ

る

。

そ

れ

は

ま

た
多

く

の
人

の
悔

恨

像

で

も

あ

る

。

本

村

で

は
義

勇

隊

な

ら

び
に

開

拓

団

の
物

故

者

の
、

献

身

的

な

犠

牲

に

対

し

て

、

村

公

民

館

の
庭

の

慰

霊

碑

に

名

を
刻

ん

で

そ

の
霊

を
慰

め

て

い

る

。

そ

の
碑

陰

に

は
四

二

名

の
名

が

刻

ま

れ

て

い

る
。

戦

後

本

村

に

移

住

し

た
家

族

も

あ

る

の
で

昭

和

六

〇

年
現

在

慰

霊

碑

に
刻

ま

れ
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第 ７節　交 通の発達

て

い

る

物

故

者

は

次

の

と

お

り

で

あ

る

。

表
６
－
6
9
　
義
勇
隊
・
開
拓
引
揚
物
故

者
（
順
不
同

‘
慰
霊
碑
）

池
上
昭
二
・
熊
倉

文
男
・
堀
富
夫
・
唐
沢
正

∵

正
木
千
治
・
倉
田
四
良
・
有
賀
み
さ

清

水
縫
男
・
清
水
竹
子
・
清

水
弘
司

・
清
水
達
夫
・
清
水
重
子
・
清
水
征
夫
・
清
水
美

智

子
・
伊
藤
今
子
・
伊
藤
光
子
・
伊
藤
富
貴
子
・
伊
藤
兼
義
・
沢
田
詔
次
・
山
崎
俊
子

立
石

そ
の
・

立
石
浩

子
・

立
石
夏
子
・
立
石
ほ
な
み
・
茅
野
時
子
・
杉
本
定
雄
・
大
沢

三
郎
・
大
沢
正
明
・
片
桐
千
代
美
・
武
井
弘
重
・
杉
本
恵
子
・
平
松
け
さ
よ
・
平

松
勝

雄
・
平
松
勝
・
松
沢
富
美
子
・
山
崎
千
代
子
・
山
崎
ふ
み
ゑ
・
征
矢
克
彦
・
倉
田

英
光

田
畑
斌
・
伊
藤
君
子
・
原
正
芳

第
七
節
　
交
通
の
発
達

一
　

道

路

事

情

の

変

遷

Ｈ
　

伊

那

街

道

の

発

展

脇

往

還

と

し

て
に

ぎ

や

か

だ

っ

た
伊

那
街

道

は
、

明

治

以

後
も

伊

那

谷

交

通

の

大

動

脈

と

し

て

の
役

割

を
果

た
し

た

。
明

治

の
初

め
伝

馬

所

が

お

か

れ

（
明
治
元

年
）
宿

駅

制

が

全
廃

さ

れ

（
四
年
）
、

伝

馬

制
度

、

助

郷

制

度

が

撤

廃

さ

れ

る

（
五

年
）
と

い
う

慌

し

い
動

き

の
中

で

、

自

由

な

交

通

が

で

き

る

よ

う

に

な

り

交

通

量

も

増

え

運

輸

も

盛

ん
に

な

り

道

路

の
改

善

の
必

要

性

が

増

大

し

て

き

た

。

そ

こ

で

、

国

・

県

と

も

旧

来

の
掃

除
丁

場

ご

と

に

道

路

改

善

を

す

る

よ

う

布
達

し

（
筑
摩
県
で
は
明

治
五
年
「
市
在
道
路
掃

除
規
則

」
・
明

治
八
年
管
内
道

路
の

大
修
築
計

画

・
国
で
は
明
治
六
年
「
河

港
道
路
修
築

規
則
」
、
明

治
九
年
道

路
制
度
改
定
）
、

道

路

の

改

修

が
行

な

わ
れ

る

よ

う

に

な

っ
た

。

伊

那
街

道

は
明

治

六
年

に

は
第

二
等

道

路

と

な

り
、

同

九
年

に

は
県

道

に

指

定

さ

れ
、

重
要

道

路

と
し

て
扱

わ

れ

て

い

る

。
明

治

七
年

の

「
伊

那

街

道

橋

梁

経

費

五

か
年

取

調
帳

」
（
役
場
資
料
）
に

よ

る

と

、

南

箕

輪

分

は

延

長

五

〇

町

一

三

間

で
、

板

橋

が

一
四

か
所

あ

り
、

道

路

幅

は

一
丈

五

寸

と

な

っ
て

い
る

。

費

用

は

七

分

の
四

が
民

費

（
村
費
）
で

賄

わ

れ

た

。
人

馬

の
交

通

が

盛

ん
に

な

る

に

つ

れ

、

道

路

の
曲

り

を
直

し

た

り

萌

治
一
二
年
に
は
南
箕
輪
分
延
長
は
四
九
町
三
八
間

に
短
縮

し

た
）
、

道

路

の
幅

が

広

げ

ら

れ
た

。

当

時

、

通

行

の
上

か

ら

も

工

事

の

上

か

ら

も

難

所

と

な

っ

た

の

は
橋

で

あ

る

。

土

橋

・

石

橋

・

板

橋

と

場

所

や
経

費

の

都

合

で

い
ろ

い
ろ

あ

っ
た

が

、

明

治

一

一

年

刊

行

の

『

長

野

県

町

村

誌
』

に

よ

れ

ば

、

伊

那

街

道

の

橋

は

全

部

土

橋

で

村

内

に

八

つ
あ

り

、

す

べ

て
幅

九

尺

と

な

っ

て

い

る

。

特

に
天

竜

川

へ

の

架

橋

は

大

変

で

、
北

殿

か

ら
福

島

へ

の
北

殿

橋

の
架

橋

に

つ

い
て

は

苦

労

話

が

い
く

つ
か

伝

え

残

さ

れ

て

い
る

。
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図6-50　 神子柴（ 信号機南）より御園へ通じる旧県道

明
治
初
め
の
伊

那
街

道

の

道

筋

は
、
木
下

境
は
現

道
よ
り
西

へ
五
〇

ｍ

ほ
ど
入

っ
た
所
か
ら
段
丘
の
す
ぐ

下

を
通
り
、
や
が
て
旧
道
へ
出
て
ソ

ヤ
エ

業

の
東
を
通
り
北
殿
へ
出
る
。

南
殿
は
小
学
校
東
を
通
り
、
不
死

清

水
を
通
り
旧
道
橋
を
渡

っ
て
田
畑
へ

出
る
。
田
畑

の
南
端

か
ら
小
中
井
沢

川
に
沿

っ
て
、
神
子
柴

へ
出
て
御
園

へ
と

つ
な
が

っ
て

い
た
。
（
詳
細
は
第

三
章
第
三
節
参
照
）
現
在

の
よ
う
な

カ

ー
ブ

の
少
な

い
道
で
な

く
、
曲
り

く

ね
っ
た
道

で

あ
っ
た
。
（
現
在
の
道
路

は
村
内
約

五
〇
〇
〇
ｍ

で

四
七
〇
ｍ

余

短
く
な
っ
た
。）

明
治

八
年
、
県
で

は
将
来
車
馬
通
運

の
便

を
盛

ん
に
す

る
た
め
道
路

の
大
修
築

を
計
画
、
迂
曲

を
直
に
し
、
高
低

を
平
易
に
し

て
道
幅

を
広
げ

よ
う
と
し

た
。
当

村
か
ら
出
さ
れ
た
開
墾

調
査
図
（
役
場
文
書
）
に

よ
る
と
、

ほ
ぼ
現
国

道

に

近

い

も
の
を
計
画

し
て

い
る
。

国

と
し
て
は
兵
馬

の
通
行

の
便
の
た
め
、
地
区

と
し
て
は
運
輸
の
便
を
図

り
通

行

の
安
全
を
守
る
た
め
、

道
路
の
改

修
は
大
切

な
こ
と
で
あ
っ
た
。
地
区
民

の
負

担
も
大
き
く
困
難
な
事
業
で
、
明

治
九
年
の
「
道
路
営
繕
費
取
調
牒
」
（
役
場
文
吉

に
よ

れ
ば
必
要
人
員
四
四
六
八
入
、
そ
の
賃
金
六
一
一
円

八
六
銭

と

な

っ

て

お

り
、
各
耕
地
（
現
在
の
各
区
）
へ
の
割
当

て
が
な
さ
れ
て

い
る
。
明
治

一
六
年

の
七

道
開
館

事
業
費
義
損
金
は
（
南
箕
輪
分
は
関
係
が
な
か
っ
た
が
）
村
内
で
二

八

七

円

五
八
銭
負
担
し
て

い
る
。
と
に

か
く
町
村
財
政
に
お

い
て
道
路
改
修
の
負
担
は
大

き
か
っ
か
。

そ
れ
で
も
、
道
路
改
修
は
し
だ
い
に
進
み
、
明
治
二
〇
年
に
は
、
高
木
械
三
ら

の
運
動
に
よ
り
県
の
幹
線
道
路
と
し
て
改
修
が
認
め
ら
れ
て
、
同
二
一
年
か
ら
改

修
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
と
き
天
竜
川
間
近
を
通
る
線
も
検
討
さ
れ
た
が
現
在
の

路
線
に
決
定
し
た
。
し
か
し
細
部
に
わ
た
っ
て
は
い
ろ
い
ろ
の
論
議
か
お
り
、
県

の
改
修
路
線
決
定
案
に
対
し
路
線
変
更
を
内
大
臣
山
県
有
朋
に
願
い
出
し
た
資
料

（
門
屋
文
言
）
も
残
っ
て
い
る
。

明
治
二
四
年
に
は
伊
那
街
道
は
県
道
に
な
り
、
同
二
六
年
完
成
予
定
で
あ
っ
た

改
修
は
二
八
年
に
ず
れ
こ
ん
だ
が
、
幅
九
尺
た
っ
た
道
路
が
幅
三
間
に
な
り
、
曲

が
り
が
直
さ
れ
、
平
坦
に
な
り
、
交
通
が
楽
に
な
っ
た
。
こ
の
お
か
げ
て
こ
の
年

に
は
、
伊
那
街
道
に
乗
合
馬
車
が
走
り
は
じ
め
て
い
る
。
伊
那
街
道
の
工
事
費
は

コ

ー
万
七
七
四

九
円

で
あ
っ
た
が
、

地
元

の
寄
付

金
に
負
う
と
こ

ろ

が

多

か
っ

た
。
現

在
の
国

道
一
五
三

号
線
の
原
形

が
こ
こ
に
出
来
上

が
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

道
路

の
改
修
は
交
通
事
情
を
変
え
、
伊

那
街
道
は
荷
車
・
運
送
馬

車
の
往
来
が

は
げ
し
く
な
り
、
明
治
二
四
年

の
国
税
営
業
人
台
帳
（
役
場
文
書
）
に

よ

れ

ば
、

当
村
に
人
力
車
一
一
台
、
荷
車
八
〇
台
以

上
、
積
荷
馬
車
六
八
台
が
あ

っ
て
営
業

を
し
、
街
道
沿

い
の
人
家
も
徐

々
に
増
加
し

た
。
そ

の
後
自
動
車
も
現

れ
、
明
治

末
に

は
乗
合
自
動
車
が
運
行
さ

れ
始

め
、
道
路

の
改
修
も
盛

ん
に
行

な
わ
れ
た
。

大
正
八
年
に

は
、
道
路
法
公
布
に
よ
り
伊
那
街
道
は
、
県
道
長
野
飯
田
線
と
改

名

さ
れ
、
昭
和
二

九
年
に

は
国
道
一
五
三
号
線
（
二
級
国
道
）
と

な

り
、

舗
装
さ

れ
る
に
至
っ
た
。

当
時

の
道
路
は
、

木
下

か
ら
久
保
の
旧

道
（
段
丘
下
の
集
落
の
中
の
舗

装

道

路
）

を
通

り
、
塩

ノ
井
で
現
在

の
国
道
と
一
緒
に
な
り
、
ほ
ぼ
現
国
道
な
り
に
南
に
進

み
、

南
殿
み

さ
か
の
所
で
大

き
く
Ｓ
字
状
に
曲

が
っ
て
（
現
在
一
部
旧
道
と
し
て
残

っ
て
い
る
）
田
畑

に
至

り
、

角
川

鉄
工
場
東

か
ら
旧
道
に
出
て
ド
ラ
イ
ブ
イ

ン

夭

甦

の
西

を
通

っ
て
、

神
子
柴
信
号
機

の
所

か
ら
御
園

の
集
落

へ
と

つ
な

が
っ
て
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い
た
。

昭
和
三
〇
年
に
交
通
量

の
増
加
、

道
路
幅
の
狭
さ
か
ら
再
び
国
道
改
修

が
求
め
ら
れ
、
国

道
改
修
期
成
同

盟

会
が
発

足
し
て
運
動

を
し
、
そ
の
改

修
が
行

な
わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

補
償
問

題
な
ど
で
こ
じ
れ
予
定

よ
り

遅

れ
た
が
、
昭
和
四
○
年
現
在

の
国

道
一
五
三
号

線
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。

当
時
と
し

て
は
こ

ん
な

広
い
道

路
は

必
要
な

い
と
住
民

は
思

っ

て

い

た

が
、
今
日

の
交
通
量

の
増
加
と
大
型

車

の
通
行
に
よ
り

道
幅
（
七
・
五
ｍ
）

の
狭
さ
を
感
ず
る
よ
う
に
な
り
、
歩

行
者
へ
の
危
険
が
せ
ま
り
全
面
に
歩
道
が
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

≒
　
そ
の
他
の
道
路

１
　
春
日
街
道
（
県
道
沢
尻
箕
輪
線
　
村
内
五
二
五
〇
ｍ
）

江
戸
時
代
に
開
か
れ
て
以
来
、
あ
ま
り
利
用
が
な
く
だ
ん
だ
ん
さ
び
れ
て
い
た

こ
の
道
も
、
物
資
の
流
通
、
集
落
の
増
加
と
と
も
に
見
直
さ
れ
、
昭
和
七
年
に
は

県
道
編
入
の
申
請
を
し
、
改
修
を
し
て
機
能
の
回
復
を
図
っ
て
い
る
。
昭
和
一
一

年
の
村
の
記
録
に
は
「
新
県
道
伊
那
中
箕
輪
線
（
春
日
街
道
）
は
完
全
に
手
入
れ

し
て
県
へ
引
き
継
ぎ
を
し
た
」
と
あ
り
、
手
入
れ
を
し
て
い
る
が
、
交
通
量
が
少

な
く
、
な
か
な
か
よ
い
道
路
に
な
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
近
年
の
自
動
車
時
代
を
迎
え
、
県
道
と
し
て
全
面
改
修
を
し
、
そ
の

際
大
泉
の
所
は
集
落
の
東
を
通
る
よ
う
に
し
、
現
在
の
交
通
量
は
な
か
な
か
の
も

の
で
あ
る
。

２
　
権
兵
衛
街
道
（
国
道
伊
那
日
義
線
　
村
内
七
八
〇
〇
ｍ
）

現
在
の
国
道
三
六
一
号
線
で
伊
那
谷
か
ら
木
曽
谷
へ
峠
越
え
で
抜
け
る
重
要
な

道
路
で
、
南
箕
輪
と
し
て
は
沢
尻
・
南
原
区
を
通
っ
て
い
る
。
明
治
二
六
年
に
は

県
道
と
し
て
認
め
ら
れ
改
修
の
手
が
入
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
急
坂
の
険
路
で
車

中
心
の
交
通
に
変
っ
て
来
た
大
正
以
後
利
用
は
減
り
、
近
年
幻
の
街
道
な
ど
と
言

わ
れ
て
き
た
。

近
年
、
林
道
経
ケ
岳
線
が
完
成
し
、
こ
れ
が
国
道
三
六
一
号
線
に
組
み
入
れ
ら

れ
、
昭
和
五
九
年
に
全
線
舗
装
が
行
な
わ
れ
て
車
で
権
兵
衛
峠
越
え
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
、
近
代
的
道
路
と
し
て
よ
み
が
え
っ
て
き
た
。

３
　
そ
　
の
　
他

村
勢
要
覧
を
み
る
と
表
6
1
7
0の
よ
う
に
、
重
要
道
路
が
た
く
さ
ん
あ
る
わ
け

で
あ
る
が
、
そ
の
い
く
っ
か
を
あ
げ
る
。

ｍ
　

北
殿
－

福
島
線

天
竜
川
を
渡
る
重
要
な
道
路
で
古
く
か
ら
利
用
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
橋
の

架
設
が
大
変
で
何
回
と
な
く
流
さ
れ
、
区
費
や
寄
附
に
よ
っ
て
地
元
の
人
々
の
苦

労
で
か
け
ら
れ
た
。
土
橋
か
ら
木
橋
、
現
在
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
へ
と
変
わ
っ
て

表6-7（） 道 路の発展（村勢要覧より）

∧ ェ
国　道 県　道 村　道

大正15 年

昭和　3//

//　　8//

μ　　１3 //

11　　24μ

μ　　３0//

//　35//

//　　40//

μ　　50//

4.8

4.8

4.7

9.1

1里

6.5km

6.5

18.1

4.2

4.4

4.4

15.3

8.3

7.5 里

297.0km

297.0

285.0

301.0

229.0

229,0

275.0

292.0

き
て
い
る
。

②
　
吹
　
上
　
線

北
殿
ソ
ヤ
美
容
室
北
か
ら
大
泉

を
経
て
吹
上
へ
至
る
重
要
な
道
路

で
あ
る
。
こ
れ
も
か
っ
て
は
、
狭

い
曲
が
っ
た
道
路
で
あ
っ
た
が
、

バ
ス
を
運
行
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ

て
拡
幅
さ
れ
、
り
っ
ぱ
な
道
路
に

な
っ
た
。
昭
和
五
四
年
に
は
県
道

に
編
入
さ
れ
た
。
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㈲
　

村

道

の

舗

装

村

道

の
舗

装

が

始

ま

っ

た

の

は
昭

和

三

八
年

か

ら

で
、

押

し

寄

せ

る
車

時

代

を
迎

え

、

道

路

の

拡
幅

が

至

る

所

で

な

さ

れ
、

舗

装

さ

れ
、

橋

は
永

久

橋

に

と

変

わ

っ
て

い

っ
た

。

目
　

近
代

的
交

通

路

１
　

中

央

自

動

車

道

（
村
内

全
長
三

・
九
ｈ

）

昭
和
三
〇
年
、
国
土
開
発
縦

貫
自
勁
車
道
建
設
法
案
が
国
会

ぺ

に
出
さ
れ
、
同
四
〇
年
に
紆
余

曲
折
を
経
て
東
京
～
小
牧
間
の

建
設
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
伊
那
に
も
高
速
自
動
車
道
が
通
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
の
道
路
の
正
し
い
名
称
は
「
高
速
自
動
車
国
道
、
中
央
自
動
車
道
、
西

ノ
宮
線
」
で
、
広
い
扇
状
台
地
の
真
中
を
南
北
に
縦
貫
す
る
も
の
で
あ
る
。
期
待

と
不
安
の
中
で
計
画
が
着
々
と
進
め
ら
れ
、
被
買
収
者
組
合
の
人
々
と
話
が
ま
と

ま
っ
た
の
が
昭
和
四
六
年
一
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
五
一
年
三
月
に
南

の
方
か
ら
、
伊
北
イ
ン
タ
ー
ま
で
開
通
し
、
現
在
で
は
全
線
開
通
し
、
伊
那
盆
地

と
首
都
圏
今
中
京
圏
と
の
距
離
が
著
し
く
短
縮
し
、
こ
の
地
方
の
社
会
、
経
済
に

大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

２
　
大
規
模
農
道
の
開
通

昭
和
四
六
年
、
上
伊
那
地
域
広
域
市
町
村
圏
協
議
会
で
は
、
そ
の
計
画
書
の
中

で
農
産
物
の
搬
出
、
森
林
資
源
の
開
発
、
観
光
開
発
な
ど
を
図
る
た
め
に
道
路
の

整
備
を
す
る
こ
と
を
国
々
県
に
要
望
し
た
。
そ
れ
が
西
部
農
業
開
発
の
一
環
と
し

大規模農道（大芝公 園東付近）53図6

て
完
成
し
た
西
部
大
幹
線
長
道
（
農

免
農
道
）
で
あ
る
。
本
村
で
は
南
原

地
区
の
権
兵
衛
街
道
を
起
点

と
し

て
、
大
芝
ス
ポ
ー
ツ
公
園
東
を
通
り

箕
輪
町
に
達
す
る
道
路
で
、
四
七
年

に
着
工
さ
れ
今
日
見
ら
れ
る
よ
う
な

す
ば
ら
し
い
道
路
と
な
っ
た
。

３
　
そ
　
の
　
他

昭
和
四
七
年
の
村
報
に
は
「
着
々

進
む
村

道
整
備
計
画

Z 指

の
道
路
は
幅
七
ｍ

以
上

に
す
る
必
要

か
お
る
。
全
部
落

に
東
西

の
大
型
村

道
、
村
を
南
北

に
縦
断
す
る
道
路
と

し
て
、
久
保
神
社
１

神
子
柴

水
道
水

源
地
西
ま
で

の
道
路
を
五
〇
年
ま
で
に
完
成
さ
せ
た

い
」
、
と

い
う
記
事

を

載

せ

て

い
る
。
こ
れ
は
実
現
さ
れ
て

い
な

い
が
、
現

在
ま
で
に

い
く
つ
か
の
道
路
は
完

成
し

て
い
る
。
そ

の
他
、
経
ヶ
岳
林
道
が
五
一
年
に
完
成
し
、
天

竜
川

沿

い
に
南

北

の
大
型
道
路
（
産
業
道
路
）
も
部
分
的
で
は
あ
る
が
南
部

か
ら

逐

次
造
成

さ
れ
、

近
年
に

お
け

る
道
路

の
発
展
は
著
し

い
も

の
が
あ
る
。

二
　

運
輸
事
情
の
変
遷

明
治
以
降
一
二
〇
年
間
の
運
輸
事
情
の
変
遷
は
、
す
さ
ま
じ
い
進
歩
と
変
化
の

歴
史
で
あ
る
。

明
治
の
中
ご
ろ
ま
で
は
江
戸
時
代
と
同
じ
よ
う
に
、
人
力
と
牛
馬
の
背
に
頼
る

荷
物
の
運
搬
で
あ
っ
た
が
、
明
治
も
二
〇
年
代
に
入
る
と
車
に
よ
る
運
搬
か
盛
ん

に
な
っ
た
。
荷
車
・
人
力
車
・
運
送
馬
車
・
乗
合
馬
車
の
時
代
と
言
え
る
。
明
治
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の

末

か

ら

大

正

に

か

け

て

は

鉄

道

が

敷

か

れ

、

自

動

車

の

出

現

を

見

、

商

品

流

通

も

盛

ん
に

な

っ
て

大

量

輸

送

の
時

代

と

な

り

、

汽

車

や

電

車

、

乗

合

バ

ス
や

貨

物

自

動

車

等

に

よ

る

太

や

物

資

の
大

量

輸

送

が

始

ま

っ
た

。

そ

し

て

、

そ

れ

が

ま

す

ま

す

大

型

化

し

て

ゆ
く

中

で

、

第

二

次

世

界

大

戦

を

迎

え

、

戦

後

は
す

さ

ま

じ

い

自

動

車

の

進
出

に

よ

り
、

自

動

車

運

輸

中

心

の
時

代

を
迎

え

今

日

に

至

っ

て

い

る

。
Ｈ
　

中

馬

か

ら
運

送
馬

車

へ

江

戸

時

代

の
陸

運

機
関

は

官
営

の
伝

馬

（
宿
駅
常
備
）

と
民

営

の
中

馬

で

あ

っ

た

。１
　

伝

馬

所

か

ら

陸

運

会

社

、
内

国

通

運

会
社

へ

明

治
元

年

、

政

府

は

宿

駅

の
問

屋

制

度

を

廃

し

、

伝

馬

所

を

設

け

た

。
伊

那
街

道

に

も

一

七
駅

設

け

ら

れ

、

当

村

で

は

宿

場

が

あ

っ
た
関

係

で
北

殿

に

駅

が

お

か

れ

た

。
北

に

松

島

駅

、

南

に

伊

那

部

駅

が

あ

っ
た

。

北

殿

駅

に

は
定

員

と

し

て

人

足

五

人

、

馬

二

匹

と

あ

り
、

他

に

「

二

等

備

え

御

請

書

」

に

人

足

七
〇

太

、

馬

四

○

匹

が
見

ら

れ

る

。

差
し
上
げ
申
す
宿
方
二
等
備
え
御
請
書

の
事

ヽ

人
足
五

拾
人
　
　
　
　
　

伊
那
街
道

一
　

馬
　

三

拾
疋
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
島
宿

ヽ

人
足

七
拾
人
　
　
　
　
　

同

一
　

馬
　

四
拾
疋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
殿
宿

右

の
通

り
宿
方
定
備

の
外
上
下
共
御
定

め
賃
銭

の
外
今
般
常
備
御
規
則
通

り
の
賃
銭
御
渡

し
御
座
候
得
ば
前
顕

の
人
馬
数

何
時

に
て

も
遅
滞

無
く
差
し
出

し
方
行
届

き

申

す

可

く

候
、
こ
れ
に
依
り
御
受
書
差
し
上
げ
申
し
置

き
候
処
件

の
如

し

（
役
場
文
書
）

こ

の
伝

馬

所

は

官

営

で

は

あ

っ

た

が

、
予

算

の

枠

内

で

の

希

望

者

の

請
負

制

で

運

営

さ
れ

た

。

北

殿

駅

で

は

一

年

分

と

し

て

人

足

一

人

一

四
両

二

分

、

馬

一
匹

二

九

両

で

請

け

負

っ
て

い
る

。

し

か

し

、

始

め

て

は

み

た

も

の

の

人

馬

の

調

達

、

上

納

金

の
徴

収

な

ど
思

う

に

ま

か

せ

ず

運

営

困

難

に

陥

り

、

明

治

四

年

に

政

府

は

民

表
6
j
7
1
　伊
那
街
道
定
め
立
て
人
馬
請
負
金
表
（
一
部
）

（
塩

ノ
井
大
東
文
書
よ
り
）

同　同　 同　同　八

人

人
足
数

一
一同　同　　同 匠 匹 馬数

十
十　 四　　　 十

同　五　 両　同　五

両　 二　　　 両
分

人
足曹

駿

三　 二　　　 三

同 十　 大 同 ＋

両　 両　　　 両

需

鼻

分匹
一 一
一 一三　 百 百 百

＿　　 七 八 五
同 百　 十 十 十

両　 五　五　両
両　両

人馬

総
括

年請
分負

同　同　 同　同　ィ

ナ
高　高　 伊　伊　高

遠　遠　 那　那　
遠

藩　藩　 県　県　藩

藩

県
局

宮　伊　 北　松　宮
田　那　 殿　島　本

部
一 八二 半一 一 八二
り 丁 リ　 り り 丁り

宿

名
里
程

営
に
切
り
加
え
、
各
宿
駅
相
対
継
ぎ
に
よ
る
陸
運
会
社
を
作
ら
せ
る
こ
と

だ
。
左
に
陸
運
会
社
規
則
書
の
一
部
を
掲
げ
る
。

陸
運
会
社
規
則
書
（
抜
粋
）

伊
那
街
道
　
北
殿
大
泉
宿
控

旅
人
案
内
ト
シ
テ
会
社
へ
張
り
出
シ
侠
御
規
則
書

こ

し

て

陸
運
会
社
ノ
儀
（

Ｉ
切
ノ
御
旅
行
便
宜
ノ
儀

相
改

ム
儀

ヲ
旨

卜
致

シ
取

り
結

ビ
候

モ

ノ
ニ
付
キ
、
何

レ
ノ
身
分
ヲ
論
ゼ
ズ
当

社
へ
御
申
シ
入

レ
成

サ
レ
候

ワ
バ
何
時

二
限

ラ
ズ
、
総
ジ
テ
定
式
賃
銭
ニ
テ
人
馬
継
立
テ
御
世

話
申
ス
ベ
キ
コ
ト

ー
、
継
立
テ
ノ
儀
総
ジ
テ
御
申

シ
入
レ
方
御
着
順

二
随

イ
、
早

追
イ
ノ
外
（

何

様
高
貴

ノ

御
方
様

ラ

ア
モ
別
格
ノ
継
立
テ
（

堅
ク
御
断
り
申
シ
候
事

て

早
追
イ
（

昼
夜
兼
行
ノ
御
急
ギ
其
ノ
他
多
分

ノ
継

立
テ
御
申
シ
入

レ
成

サ
レ
候

御
方

（

前
以
テ
御
案
内
状
御
差

シ
出

シ
成
サ
ル
可

キ
事

（
中
略
）

一
、
諸
荷
物
ト

モ
目
方

七
貫
目
迄
ヲ
人
足
壱
人
、
四
拾
貫
目
迄
ヲ
馬
壱
疋
ノ
度
定
メ
、
是

ヨ
リ
相
増

ス
分
（

左
ノ
割
合
ヲ
以
テ
御
増
分
賃
銭
請
取
り
申
ス
可

キ
事

人

足
　

七
百
日
迄
ヲ
壱
分
、

七
百
目
以
上
壱
貫
四
百
目
迄
ヲ
弐
分
、
其
ノ
他
是

二

準

ズ

馬
　
　

四
貫
目
迄

ヲ
壱
分

、
四
貫
目
以
上

八
貫
目
迄
ヲ
弐
分
、
其
ノ
他
是

二
準
ズ

7四



第６章 村 の発展

一
、
早
追

イ
（

定

メ
賃
銭
ノ

七
割
五
分
、
但

シ
酉
上
刻

ヨ
リ
丑
下
刻
迄
五
時
ノ
間
（

壱

倍

五
割
ノ
賃
銭
御
払
イ
成
サ
ル
可

キ
事

（
中
略
）

右
ノ
通
り
会
社
一
同
申

シ
合
ワ
セ
規
則
相
立
テ
申
シ
奉
り
候
間

何
卒
御
免

許
成

シ
下

シ
置

キ
候
様
参
上
奉

り
候
以

上

明
治
五
年
壬
申

コ

ー月

伊

那
部
宿
　
　

根
津
清
衛
　

外
二
名

北

殿

宿
　

倉
田
三
郎

大

泉

宿
　

原

吉
郎

松

島

宿
　

日
野
嘉
衛

外
伊
那
街
道
一
四
宿
連
署

（
略
）

（
中
宿
文
書
）

民

営

に

な

っ

た
と

は

い
え

半

官

的

な

陸

運

会

社

の
運

営

に

は
問

題

も

多

く
、

明

治

八
年

に

は
解

散

を

命

じ
ら

れ
、

新

た
に

内

国

通

運

会

社

が

設

立

さ

れ

た

。
筑

摩

県

で

は

一
番

組

か
ら

九

番

組

ま

で

の
分

社

と

継

立

所

が

あ

り

、

北

殿

・

大

泉

継

立

所

は
八

番

組

に

入

っ
て

い

た
。

め

ま

ぐ

る

し

く

名

称

や

規

則

が

変

わ

っ

て

い

た

が

、

運

輸

の

内

容

と

し

て

は
以

前

と

あ

ま

り

変

か

っ
て

い
な

い
。

し

か

し

民

営

と

な

っ
た

の

で

、

官
用

貨

物

で

も

賃

銭

を

収

受

し

、

一

定

の

賃

銭

で

だ

れ

に

で

も

賃

人

馬

を

供

給

し

た

。

２
　

中

牛

馬

会

社

中

馬

と

い

う

の

は
、

中

部

山
岳

地

帯

の

駄

賃

馬

に

対

す

る

特

別

の

呼

び

方

で

、

農

民

が
農

業

の
暇

を

み

て
自

分

の
馬

の
背

に

荷

物

を

積

ん

で
自

由

に

運

搬

し

稼

ぎ

の
足

し

に

し

た

の

が
初

ま

り
で

本

来

は
副

業

で

あ

っ

た

が
、

し

だ

い
に

専

業

に

な

っ

て

い

っ

た

も

の

で

あ

る

。

し

た

が

っ

て
公

の
街

道
（
五
街

道
）
で

は

な

く
、

脇

往

還

や

そ

の
他

の
街

道

で

盛

ん
に

な

っ

て

い

っ

た

。
伊

那

街

道

は
中

馬

道

と

し

て
明

治

に

入

っ
て

も

繁

栄

し

て

い

た

。
し

か
し

、

官

営

の
陸

運

会

社

が
で

き
仕

事

が

順

調
に
い
き
出
す
と
、
中
馬
稼
ぎ
の
人
々
と
競
り
合
い
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
り

紛
争
も
多
く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
、
中
馬
稼
ぎ
人
た
ち
は
陸
運
会
社
、
通
運

会
社
に
対
抗
す
る
た
め
中
牛
馬
会
社
の
設
立
を
考
え
、
許
可
を
得
て
、
あ
ち
こ
ち

に
中
牛
馬
会
社
を
設
立
し
た
。
当
村
の
近
く
で
は
高
遠
と
飯
田
に
で
き
、
明
治
一

三
年
五
月
、
飯
田
中
牛
馬
会
社
に
当
村
の
有
賀
元
彦
、
清
水
堅
造
が
株
金
二
五
円

を
出
し
て
参
加
し
て
い
る
。
営
業
規
則
に
一
駄
の
重
さ
や
一
里
に
つ
い
て
の
値
段

が
決
め
ら
れ
、
鑑
札
を
も
ら
っ
て
会
社
の
仕
切
り
に
従
っ
て
仕
事
を
し
た
。
し
か

し
、
こ
れ
で
は
中
馬
の
規
則
に
し
ば
ら
れ
ず
、
継
ぎ
立
て
を
し
な
い
と
い
う
特
質

は
う
す
れ
、
中
馬
稼
ぎ
た
ち
に
と
っ
て
や
り
に
く
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
実
際

に
は
会
社
に
入
ら
な
い
で
仕
事
を
し
て
い
る
も
ぐ
り
の
中
馬
が
相
当
数
い
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

３
　
両
会
社
の
対
立
と
合
併

両
会
社
の
競
争
対
立
は
激
し
く
、
紛
争
が
絶
え
ず
そ
の
た
び
ご
と
に
県
令
の
指

示
で
協
定
し
て
い
た
。
そ
の
中
で
両
会
社
合
併
の
動
き
が
出
て
、
明
治
六
年
に
は

筑
摩
県
令
に
「
陸
運
・
中
馬
両
会
社
合
併
規
則
書
許
可
願
」
が
出
さ
れ
、
そ
れ
に

は
北
殿
・
大
泉
駅
も
記
名
し
て
い
る
。
合
併
規
則
の
一
部
を
次
に
掲
げ
る
。

言
鐙
百

合
哲
節

今
般
運
輸
弁
利

の
為
中
牛
馬
会
社
元

立
て

の
儀
御
許
可
相
成

り
候
に
付
き
筑
摩
管
内
一
般

陸
運
会
社

と
合
併

方
法
相

立
て
候
規
則

左
に
決
定
せ
り

第
一
條

一
、
陸
運
会
社

の
人
馬

は
左

の
雛
形

の
通
り
鑑
札
相
渡
し
置
き
候
事

以

下
略

（
役
場
文
書
）

し

か

し
、

も

と

も

と

成

立

の

出
発

点

が

異

な

る
両

会

社

は

部

分

的

に

協

力

を

し

な

が

ら

対

立

を

繰

り
返

し
、

や

が

て
中

牛

馬

会
社

は
解

体

し

小

運

送
業

者

と

な

っ

て

い

っ
た

。

そ

う

こ

う

し

て

い
る

う

ち

に

道

路

の
改

修

が

進

み
、

荷

馬

車

が
導

入

7 釦



第 ７節　交通の発達

さ
れ
て
、
明

治
二
〇
年
代

の
後
半

か
ら
運
送
馬

車
時
代

へ
と
進
ん
で

い
く
こ
と
に

な
る
。

と
も
あ
れ
、
明

治
二
〇
年

ま
で
は
中
馬

を
中

心
と
し
た
牛
馬

の
背
に
よ
る
運
搬

の
時
代

で
あ

っ
た
。
北
殿

の
明
和

坂
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
狭

い
道
路
や

坂
の
あ
る

道
を
、
荷
を

い
っ
ぱ

い
に
積

ん
だ
牛
馬

が
行

き
か
う
風
景

が
想
像
さ
れ
る
。

４
　

運
送
馬
車
へ

明
治
一
一
年
　
馬
　
一
二
五
〇
　
荷
車
　
八

″
　
一
六
年
　
　
　
　
　
　
　

″
　
二
八
　
人
力
車
　
一
九

″
　
二
一
年
　
駄
馬
　
九
二
　
″
　
二
九
　
　
″
　
　
　
七

″
　
二
三
年
　

だ
　
　
七
八
　
り
　
五
八
　
　
″
　
　
一
〇

り
　
二
四
年
　
皿
薪
　
ニ

ー
　
″

八
〇
　
　

″
　
　
一
一

萌

治
一
一
年
『
長
野
県
町
村
誌
』
他
は
役
湯
資
料
よ
り
）

以
上

は
当
村
の
記

録
で
あ
る
が
、
急
激
に
増
え
て

い
く
車

の
様
子

が
よ
く
わ
か

る
。
明
治

の
初
め
よ
り
道
路
整
備
に
力
を
入
れ
て
き
た
県
は
、
明

治
二
一
年
、

県

道
伊

那
街

道
の
大

改
修
に
と
り
か
か
り
、
二
八
年
に
改
修
が
終

わ
っ
た
。
道
路
が

良
く
な
る
に

つ
れ
て
車
が
多
く
な

っ
て

い
っ
た
。
商
品

の
流
通
が
多
く
な
り
、
経

済

の
仕
組
み
が
変

わ
り
、
生
活

の
行
動
範
囲

が
広
が
る
と
と
も
に
物
資

の
大

量
運

表6-72　 通運・中牛馬会社の取扱い

貨物量

会 社 別 運輸荷物量 皆 発こ≒

通

運

会

社

小　諸

上　 田

上 諏訪

松　本

飯　田

10,000駄

12,00〔)

17,000

13,000

13,000

800駄

3,500

5,000

3,500

2,100

計 65,00〔) 14,900

中

牛

馬

会

社

小　諧

上　田

長　野

松　本

飯　田

28,000

25,000

22,500

4,00〔)

3,800

1,000

1,800

7,000

720

1,800

計 83,000 12,320

（明治15 年 ）（『県政史 』より）

送
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
馬
何
頭
分
も
の
荷
を
一
台
の
車
に
つ
け
て
運
ぶ
運
送

馬
車
は
時
代
の
要
求
で
も
あ
っ
た
。

明
治
二
〇
年
代
後
半
か
ら
こ
の
運
送
馬
車
が
増
え
、
伊
那
街
道
を
に
ぎ
や
か
に

往
来
し
た
。
牛
は
二
輪
車
が
多
く
、
馬
は
四
輪
車
で
多
く
の
荷
が
積
ま
れ
、
運
送

馬
車
の
時
代
は
昭
和
二
〇
年
代
ま
で
続
い
た
。
そ
の
間
に
電
車
や
自
動
車
も
入
っ

て
き
た
が
、
電
車
は
ま
だ
輸
送
力
が
小
さ
く
、
駅
か
ら
他
の
場
所
へ
運
ぶ
に
は
ど

う
し
て
も
馬
車
が
必
要
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
自
動
車
の
普
及
は
な
か
な
か
進
ま
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

㈹
　
人
力
車
・
乗
合
馬
車
・
自
転
車

１
　
人
力
車
・
乗
合
馬
車
・
自
転
車

人
を
運
ぶ
も
の
と
し
て
、
江
戸
時
代
は
馬
と
か
ご
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
明
治
時

代
に
な
る
と
車
が
現
れ
、
い
ろ
い
ろ
な
交
通
用
具
や
機
関
が
出
て
き

た
。
人
力

車
・
乗
合
馬
車
・
自
転
車
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
上
巻
民
俗

編
を
参
照
さ
れ
た
い
。

２
　
大
正
時
代
の
交
通

こ
こ
で
大
正
時
代
の
交
通
事
情
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
日
記
が
あ
る
の
で
、

一
部
抜
す
い
し
て
紹
介
し
ょ
う
。

大

正
六
年

八
月
三
〇
日

、
米

（
白
米
四
俵
）

を
荷
車
で
伊

那
町
讃
岐
屋
に
運

ぶ
。
三
日
町
よ
り
玄
米

六
駄
運
賃

七
〇
銭
に
て
運

ば
せ
る
。

九
月
三
〇
日

。
昨

夜
の
吹

き
降

り
に
て
電
車

が
故

障
を
生
じ
、
不
通
と

な
り
た
れ
ば
、
自

勁

車
が
道

を
往
復

し
、
通
行

人
繁

く
通

い
た
れ
ば
県
道

は
と
き

な
ら

ぬ
に

ぎ

わ

い

な

一
〇

月
六
日

、
山
寺
与

七
宅

よ
り
荷
車
を
新
調
し
て
警
察
に
印
を
受
け
に
行
き

た
り

。
前

車

は
小
森
源
助
君
に
売

り
た
り
。

一

一
月
二

六
日
、
自
転
車

と
人

と
突
き
あ

た
り
て
、
お
ば
あ
さ
ん

の
命
あ
ぶ
な
し
と

の
話

751



第６章 村 の 発展

な
り

大
正

七
年

四
月
二
〇
日
、
木
下
青
年
会

は
自
転
車
に
て
伊
那
町
へ
競
争
せ
り

大
正

九
年

五

月
八
日

、
諏
訪
御
柱
に
行
く
人
が
非
常
に
多
く
通

る
の
で
、
自
分
も
行
き
た
く
な

っ
て

き
た
。

六
月
二

九
日

、
木
下

ま
で
自
転
車
、
木
下

か
ら
電
車
、
辰
野
か
ら
汽
車
で
米

の
買
い
出
し

に
行
く
。

一
一
月
五
日
、
午
後

は
白
米
を
荷
車
で
運

ぴ
た
り
。

一
一
月
一
一
日
　

午
前

二
一
時
に
は
県
庁
よ
り
自
動
車

］

４
口
で
道
路
改
良
宣
伝
隊
が
来

て
、
役
場

の
前
で
演
説
を
し
た
。

（
俵
屋
文

書
）

尚［
　
伊
那
電
気
鉄
道
か
ら
飯
田
線
へ

山
の
中
に
住
む
伊
那
の
人
々
に
と
っ
て
近
代
文
明
の
先
駆
と
も
言
え
る
鉄
道
は

夢
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
先
人
の
苦
労
の
結
果
伊
那
電
気
鉄
道
と
し
て
敷
設

さ

れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
物
資
の
流
通
ば
か
り
で
な
く
文
化
の
進
展
が
み
ら
れ
た
。
や

が
て
、
国
鉄
飯
田
線
と
な
り
、
あ
ふ
れ
る
ば
か
り
の
人
々
物
資
を
運
ん
だ
が
、
自

動
車
時
代
を
迎
え
、
そ
の
働
き
は
衰
退
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。

１
　
伊
那
電
車
の
開
通

鉄
道
中
央
線
の
話
が
持
ち
上
る
や
、
南
箕
輪
か
ら
も
素
早
く
声
が
上
り
、
明
治

一
七
年
政
府
に
対
し
て
諏
訪
か
ら
諏
訪
湖
沿
い
に
上
伊
那
へ
入
る
よ
う
に
請
願
書

を
出
し
た
。
さ
ら
に
、
二
五
年
に
は
中
央
線
伊
那
谷
通
過
期
成
同
盟
会
を
結
成
し

て
運
動
を
し
た
が
、
同
二
七
年
、
つ
い
に
帝
国
議
会
に
お
い
て
木
曽
回
り
が
決
定

さ
れ
た
。
こ
れ
で
は
な
ら
じ
と
、
辰
野
Ｉ
飯
田
同
鉄
道
敷
設
を
働
き
か
け
、
実
測

に
ま
で
こ
ぎ
っ
け
た
が
、
経
費
が
か
か
り
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
こ
れ
も
駄
目
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

表6-73　 伊那電車軌道株式

会社府県別株主数（M41.11.30 ）

府　県 株主数 株　数

家　京

長　野

神奈川

大　阪

茨　城

千　葉

静　岡

山　梨

埼　玉

秋　 田

山　口

滋　賀

岐　阜

その他

人
258

793

35

16

6

11

8

6

5

1

1

1

5

41

株
15,235

9,662

2,091

554

358

276

254

249

139

100

112

100

98

772

計 1,187 30,000

｢ 伊那電 車軌道株式 会社事業報 告｣

より

そ
こ
で
、
辰

野
－

飯
田
間

に
有
志
の
力

に
よ
っ
て
電

車
を
敷
設

し
よ
う
と
い
う

こ
と
に
な

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
明

治
二
八
年
伊
原
五

郎
兵
衛

を
中

心
に
「
伊

那
電

車
鉄
道
株
式
会
社
設

立
趣

意
書
、

敷
設

請
願

書
、
起
業
目

論
見
書
」

な
ど
を
作
り

政
府
に
提
出
し
た
。
同

二
九
年
に

は
上
伊

那
の
町
村
長

た
ち
が
「
伊

那
電
車

鉄
道

敷
設
請
願

に
つ
き
意
見
上

申
書
」

を
提
出
、
三
〇
年
二
月
に
内
大
臣

よ
り
敷
設

の

許
可

を
受

け
た
。
早
速
株
式
募
集

を
始

め
た
が
、

こ
れ
が
大
変

な

こ

と

で

あ
っ

た
。
当
時

日
清
戦
争

後
の
不
況

で
な
か
な
か
集

ま
ら
ず
関
係
者

は
苦
労

を
し

た
よ

う
で
あ
る
。
創
立
は
明
治
四
〇
年
に

な
っ
た
が
、
株
数

の
う
ち
長
野
県
人
が
持

っ

た
株
は
全
休

の
三
分

の
一
弱

で
あ
っ
た
。
関
係
者

は
村

々
を
巡
回
し

て
は
趣
旨

を

説
明

し
て
集

め
よ
う
と
し
た
が
容
易
に
集

ま
ら
ず
、
一
時

は
中

止
と

い
う
と
こ

ろ

ま
で
い
っ
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
、
必
死

の
努
力

が
実

を
結

び
明
治
四
〇
年
八
月
第
一

回

の

払

い
込

み

を
す
る
こ
と
が
で

き
、

よ
う
や

く
創
立
に
こ
ぎ
っ
け

た
。
当
村

の
割
当
株
数
は
次

の
よ
う
で
あ
っ
た
。
一
株
一
円
で
久
保

七
五
株
、
大
泉
四
八
株
、
北
殿
二
七
株
、

南
殿
三

七
株
、

田

畑
五
五
株
、
神
子
柴
一
九
株
、

沢
尻
八
株

。
（
村
税
の
等
級
に
よ

っ
て
割
当
こ

資
本
金
一
五
〇
万
円
、

社
長

は
辻

信
次
、

伊

那
電
車
軌
道
株
式
会

社

と
名
付
け

ら
れ
、
四
一
年
九
月
工
事
に
着
工
し
、
四
二
年
に
は
辰

野
Ｉ

松
島
間

が
開
通
し

た
。
資
金
繰
り
に
苦
し

く
な

か
な

か
工
事
が
ほ

か
ど
ら
な
か

っ
た
が
、
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県

か

ら

の

補

助

金

（
四

五
年

か
ら

Ｉ
〇

か
年
三
〇
万
二
三
五
二
円
）

を
受

け
何

と

か
四

四

年

に

は
木

下

ま
で

、

四

五

年

一
月

に

は
御

園

ま
で

延

長

、

大

正

一

二
年

に

よ

う

や

く
目

的

地

の

飯
田

ま

で
開

通

し

た

。

敷

設

当

時

の

路

線

は
、

起

点

の
辰

野

西

町

か

ら
松

島

の
追

分

け

ま

で

で
、

ほ

ぼ

伊

那

街

道

の
東

側

を
通

っ

て

い

た

。
南

箕

輪

の
部

分

も

、

部

分

的

に

は
現

在

の
路

線

よ

り
西

へ
寄

っ

て

カ

ー
ブ

も
多

か

っ

た

。

大

正

二

二
年

、

輸

送

力

の
向

上

と

ス

ピ

ー
ド

化

の

た

め
に

現

在

の
路

線

に

改

め

ら

れ

た

。

当

時

の
伊

那

電

の
様

子

を

少

し

拾

っ

て
み

よ

う

。

○
辰
野
－

松
島
開

の
運
賃
が

コ

ー銭
で
高

い
と
評
判
が
悪
く
、
利
用
者
が
少
な
く
利
益
が

上
ら

な
か
っ
た

（
明
治
四
二
年
）

○
客
車

は
三
二
名
定
員

の
木
製
ト

ロ
ッ
コ
電
車
で
、
貨
車
は
三
ｔ
積
み
で
あ

っ
た
。

○
最
大
時
速

一
三
1
1
ほ
ど
で
力
も

な
く
、
大
泉
川
を
渡

る
坂
へ
来

る
と
動

か
な
く
な

る
こ

と
も
あ
り
、
時
に

は
乗
客
が
押
し
た
と
い

い
、
辰
野
－

伊
那
間
を
一
時
間
三
〇
分
か
か

っ
た
と
い
う
。

○
明
治
四
五
年
前
期
決
算
で

は
、
収
入

且
力
七
二
四

七
円
六
八
銭
五
厘
、
支
出
一
万
六
二

四
四
円
三
厘
、
利
益
一
万
一
〇
〇
三
円
六
八
銭
三
厘
で
、
か
な
り
高
い
利
益
を
上
げ
て

い
る
。

○
最
初

の
こ

ろ
の
南
箕
輪
地
区

の
駅
は
次

の
よ
う
で
あ

っ
た
。

北

か
ら
　

く
ぼ
、
し
お

の
い
、
き
た
と
の
、
み
な
み
と
の
、
た
ば
た
、
み
こ
し
ば
で
各

部
落
に
一
駅
ず
っ
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
の
う
ち
、
停
車
楊
は
南
殿
だ
け
で
、
他

は
停
留

場
で
あ
っ
た
。

○
大
正
八
年
　

辰
野
－

松
島
間
運
賃
二
六
銭
｛
当
時
米

｝
升
二
〇

銭
）
大
正

九
年

に
は
辰

野
－

伊
那
間
三
七
銭
を
五
〇
銭
に
値

上
げ
し
た
。

○
現
在
残
っ
て
い
る
北
殿
駅
・
田

畑
駅
の
開
業

は
大
正

二

一
年

コ

ー月

一
日
で

あ
っ
た
。

と
も
あ
れ
、
念
願
の
電
車
が
通
り
伊

那
谷
の
住
民

は
大
喜

び
で

あ
っ
た
。

２
　

伊
那
電
と
運
輸

伊
那
電

の
大
正
五
年

の
一
日

の
貨
物
輸
送
量
が
一
七
〇
ｔ

に
過
ぎ
ず
運
輸
能
力

は
極

め
て
低

い
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
、
大
正

二
二
年
軌
道
の
改

良

と

と

も

に
、
ボ
ギ

ー
車
や
電
気
機
関
車
の
導
入
を
図
り
輸
送
力
向
上
を
目
指
し
た
。

ま
た
、
伊

那
電
の
運
輸
で
は
、
辰

野
駅
の
中
央
線
と
の
連
絡
が
大
き
な
問

題
で

あ

っ
た
。
こ
れ
は
、
輸
送
業
者
の
馬
夫
組
合
と
の
折
合
い
が
つ
か
ず
解

決
に
七
年

も
か
か

っ
た
が
、
よ
う
や
く
大

正
五
年
に
解

決
し
中

央
線
と
直
結
し
た
。

も
う
一
つ
、
伊

那
電
の
運
輸
を
考
え
る
う
え
で
東
海
道
線
へ
の
連

絡
と
い
う
問

題
が
あ
っ
た
。
こ
れ
も
昭
和

二
年
に

は
三
信

鉄
道
（
天
竜
狭
ま
で
）
と

つ
な

が
り
、

昭
和

一
一
年
に

は
豊
橋

ま
で
通

じ
て
、
交
通
運
輸

の
力

を
大

き
く
延

ば
し

た
・

３

飯

田

線

へ

昭
和

一
八
半
、

鉄
道

省
で
は
、
伊
那
電
、
三
信

鉄
道
、
凰
来
寺
鉄
道
、
豊
川
鉄

道
を
買
収
し
、
国
営

と
し

て
飯
ｍ

線
と
い
う
名
称

の
も
と
に
運
営
す

る
こ
と
に
し

図6-54　 開通当時 の田畑駅

図6-55　 昭 和の初めころの伊那電北殿駅
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表6-74　 北 殿駅貨物扱い量の推移

年　度 発貨物 着貨 物

昭和13年

//　24//

//　30//

//　35//

μ　４1 //

//　45 //

リ　５0//

μ　町り

1,43S t

3,753

8,685

13,020

11,045

14,709

24,820

2〔),075

329 t

1,457

6,676

11,488

9,289

14,052

22,630

11,680

「村勢要覧」より

表6-75　 伊那電・南殿・北殿駅乗降客数

および収入額

年　度 乗　客 降　客 収　入

19以 大8 ）
20（　9 ）

21（10 ）
22（　11）
23（12 ）

24（　13）
25（　14）

26（
昭1?）

27（　2 ）
28（　3 ）
29（　4 ）
30（　5 ）

31（　6 ）
32（　7 ）
33（　8 ）
34（　9 ）
35（10 ）

36（11 ）

55（30 ）
65（　40）
70（　45）
75（　50 ）
82（57 ）

南 殿 駅
人　　　　　　　　 円

11,996　　　･ ‥　　2,234
20,486　　　　　…　　　2,380

26,956　　　　　…　　　2,598
32,602　　　　　　…　　　　3,255
42,934　　　32,782　　　8,776

北 殿 駅

69,011　　68,719　　　8,282
54,925　　　52,701　　　13,687

62,739　　　61,974　　　13,451

66,294　　　67,093　　　10,810
80,988　　　88,499　　　10,466
65,293　　67,362　　10,721
65,377　　　64,668　　　10, 181

53,523　　　54,676　　　8,252
42,246　　　40,981　　　6,675
42,665　　41,316　　　6,639
42,234　　40,699　　　6,439
42,683　　41,506　　　6,537

44,817　　　43,716　　　7,024

304,775
327,520
218,197
175,200
144,175

た
。飯

田
線
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
な
も
の
で
、
伊
那
谷
交
通
の
足
と
し
て
、
ま

た
物
資
供
給
の
動
脈
と
し
て
果
た
し
て
き
た
力
は
限
り
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
い

ま
こ
こ
に
当
村
内
駅
に
よ
る
資
料
で
そ
れ
を
振
り
帰
っ
て
み
た
い
。

表
6
1
7
5は
南
殿
駅
お
よ
び
北
殿
駅
の
乗
客
数
と
収
入
額
等
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
大
正
八
年
か
ら
コ

ー年
ま
で
は
南
殿
駅
が
南
箕
輪
の
主
要
駅
で
年
間
一

万
二
〇
〇
〇
～
四
万
三
〇
〇
〇
人
の
乗
客
数
で
一
日
平
均
三
三
人
か
ら
一
一
七
人

と
増
加
し
、
大
正
二
一
年
か
ら
北
殿
駅
が
開
業
し
て
か
ら
は
北
殿
駅
の
資
料
と
な

っ
て
い
る
が
、
戦
前
に
お
け
る
最
高
は
昭
和
三
年
で
あ
っ
て
そ
の
乗
降
客
合
わ
せ

て
一
六
万
九
〇
〇
〇
人
余
で
、
平
均
一
日
の
乗
降
客
数
は
四
六
四
人
余
と
な
っ
て

い
る
。
戦
後
は
昭
和
四
〇
年
で
年
間
三
二
万
七
五
二
〇
大
、
一
日
平
均
九
七
九
入

余
と
な
っ
て
い
て
、
交
通
の
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

し
か
し
、
四
〇
年
代
の
自
動
車
交
通
の
発
達
に
伴
っ
て
乗
降
客
数
は
し
だ
い
に

減
少
し
現
在
は
最
盛
時
の
四
〇
％
近
く
に
減
少
し
た
。

（『県史資料』北殿駅資料）より

北
殿
駅
の
貨
物
扱
い
量
は
昭
和
一
三
年
の
発
着
合
わ
せ
て
一
七
六
七
ｔ
か
ら
、

昭
和
五
〇
年
の
四
万
七
四
五
〇
ｔ
と
二
七
倍
強
に
増
加
し
て
、
貨
物
輸
送
の
重
要

な
部
分
を
占
め
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
も
、
経
済
の
発
展
に
よ
る
当
地
方
の
貨

物
総
移
動
量
の
増
加
ほ
ど
に
は
伸
び
ず
、
貨
物
自
動
車
の
発
達
に
よ
り
そ
の
取
扱

い
量
が
減
少
に
転
じ
、
一
日
七
〇
ｔ
程
度
扱
っ
て
い
た
北
殿
駅
が
五
九
年
二
月
を

も
っ
て
貨
物
の
取
扱
い
を
停
止
し
た
。

こ
う
し
て
、
一
日
一
〇
〇
入
余
の
客
を
扱
っ
た
田
畑
駅
は
既
に
昭
和
四
五
年
に

は
完
全
無
人
化
し
、
国
鉄
経
営
合
理
化
の
線
に
沿
っ
て
北
殿
駅
も
完
全
無
人
化
の

方
向
に
進
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
時
代
の
流
れ
と
い
え
よ
う
が
、
地
域
発
展
の
た
め

に
は
悲
し
い
こ
と
で
あ
る
。

匈
　
自
動
車
交
通
の
発
達

Ｉ
　
バ
　
　
　
ス

自
動
車
の
な
か
で
最
初
に
と
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
は
、
乗
合
自
動
車
で
あ
る
。

明
治
四
一
年
飯
田
町
の
馬
車
会
社
で
あ
る
一
貫
社
の
鷲
津
光
之
助
か
、
資
本
金
一
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○
万
円
で
南
信
自
動
車
株
式
会
社
を
創
立
し
、
同
四
四
年
二
月
、
コ
（
人
乗
り
の

フ
ラ
ン
ス
製
自
動
車
を
三
台
購
入
し
て
飯
ｍ
－

伊
那
間
四
九
ｈ
の
営
業
を
始
め
た

の
が
県
下
の
バ
ス
営
業
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
な
か
な
か
の
に
ぎ
わ
い
で
、
大
正

二
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
製
の
車
を
五
台
導
入
し
て
い
る
。

現
在
の
伊
那
バ
ス
株
式
会
社
の
前
身
で
あ
る
伊
那
自
動
車
株
式
会
社
が
設
立
さ

れ
た
の
が
大
正
六
年
ご
ろ
で
あ
り
、
同
八
年
一
〇
月
伊
那
Ｉ
高
遠
間
の
自
動
車
営

業
を
開
始
し
か
。
車
は
四
両
で
乗
合
が
三
台
、
貸
切
が
一
台
あ
り
、
一
台
の
定
員

は
六
名
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
大
正
九
年
に
は
乗
合
、
貸
切
と
も
一
台
ず
つ
増
し
、

同
一
三
年
に
は
乗
合
六
両
、
貸
切
三
両
と
な
り
、
同
一
五
年
に
は
乗
合
一
〇
両
と

発
展
し
た
。
自
動
車
も
大
型
に
な
り
、
昭
和
四
年
に
は
コ
（
人
乗
り
の
乗
合
自
動

車
が
二
両
走
っ
て
い
る
。

伊
那
－

辰
野
開
け
、
伊
那
乗
合
自
動
車
株
式
会
社
と
い
う
会
社
が
営
業
権
を
得

自動車創立当時 の乗合バス（伊那 バス資 料より）伊那図6-56

て
昭
和
初
年
に
営
業
を
し
た
ら
し
い

が
、
実
態
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
大

正
一
五
年
に
中
箕
輪
村
に
伊
那
乗
合

自
動
車
商
会
と
い
う
の
が
あ
っ
た
の

は
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
先
、
明

治
四
四
年
一
一
月
の
信
濃
毎
日
新
聞

の
記
事
に
よ
る
と
、
「
南
信
自
動
車

株
式
会
社
は
、
二
台
の
車
に
て
飯
田

－

辰
野
間
を
毎
日
三
往
復
を
な
す
予

定
な
り
。」
と
あ
り
、
実
際
に

ど
の

程
度
走
っ
た
か
定
か
で
な
い
が
走
っ

て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
古
老

の
話
に
よ
る
と
、
昭
和
の
初
め
、
確

か
に
乗
合
自
動
車
が
あ
り
、
手
を
上

げ

れ
ば
止
ま
っ
て
乗
車
さ
せ
て

く
れ
た
し
、
白

い
旗
を
道
路

わ
き
に
立
て
て
お
く

と
伊
那
行

き
の
自
動
車

が
止

ま
っ
て
乗
せ
て
く

れ
、
赤

い
旗
を
立
て
て

お
く
と
箕

輪
行

き
の
乗
合
自
動
車

が
止

ま
っ
て
乗
せ
て
く

れ
た
と

い
う

。
ち
な
み
に
、
当
時

県
下
に

ど
の
く
ら
い
乗
合
自
動
車
が
あ

っ
た
か
と

い
う
と
、
大
正
一
五
年
に
県
下

で
一
八
九
台
、
同
年

の
自
動
車
運
転
手
試
験
受
験
者
一
八
四
三
人
中
、
合
格
者
三

五
〇
人
で
あ

っ
た
。
（
『
県
史
資
料
』
）

明
治
末

か
ら
大
正
、
昭
和
に

か
け
て
は
、
鉄
道
・
乗
合
自
動
車
時

代

と

言

え

る
。
当
時
走

っ
て

い
た
乗
合
馬
車
は
そ
れ
に
押
さ
れ
、
や
が
て
姿
を
消
し
て

い
っ

た

わ
け
で
あ
る
。
大
正

コ

ー年
に
伊
那
自
動
車
株
式
会
社
が
、
乗
合
馬
車
所
有

の

中
村
音
松
よ
り
馬
車
お
よ
び
営
業
権
利
、
山
際
た
き
よ
り
伊
那
－

高
遠
間
の
同

権

利

を
買
収
す
る
な
ど
は
、
そ
の
姿
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て

い
る
。

乗
合
自
動
車
の
隆
盛
に
目
を
つ
け
、
昭

和
初
年
盛
ん
に
営
業
許
可
願

が
出
さ
れ

て

い
る
。

こ
の
よ
う
仁

宋
合
自
動

車
に
対
す
る
関

心
墜

局
か
っ
た
も
の
の
、
現
在

の
バ
ス

の
よ
う
に
は
運
行
時
間
か
守

ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
り
、
道
路
状
態

も
よ
く
な

か
っ
た
の
で
問
題

点
も
多

か
っ
た
。

や

が
て
、
昭
和

恐
慌
に

よ
っ
て
乗
客
数

が
減
少
し

て
経
営
も
苦
し

く
な
り
、

ま

た
戦
時
体
制
下
に

タ
イ
ヤ
の
不
足
、

木
炭
車
に
よ

る
運
行
（
昭
和

二
（

年
伊
那
バ
ス

は
一
七
両
の
木
炭
車
運
行
）
な
ど
で
、

県
警
察

は
保
安
上
、

バ
ス
会
社

の
合
併

を
勧

め
た
。
赤
穂
－

伊
那
間

を
走

っ
て

い
た
昭
和
自
動
車
株
式
会
社
、
天
竜
自
動
車
株

式
会
社

の
伊
那
自
動
車
株
式
会
社

へ
の
合
併
（
昭
和
一
四
年
）
は
そ

れ
を
示
し

て
い

る
。
ま
た
、
当
時
伊
那
電
気

鉄
道
と

並
行
し

て
バ
ス
は
運
休
し

て
い
る
も

の
が
多

か
っ
た
。

さ
て
、
当
村
関

係
地
区

の
バ
ス
の
運
行

は
次

の
よ
う
で

あ
る
。

昭
和
一
五
年

コ

ー月
、
伊
那
―
辰

野
間

二

九
ｈ
）
の
伊

那
乗
合
の
営
業
権
を
伊

那
自
動
車

が
引
き
継
ぐ

。

755



村 の 発 展第６章

昭
和

二
（

年
四
月
、
伊

那
本
線
辰

野
駅
前
Ｉ

松
島
－

伊

那
Ｉ

赤
穂

駅
前

―
上

片

桐
間
の
免
許
を
伊
那
自
動
車
株
式
会
社
が
受
け
る
。

昭
和
二
四
年
二
月
、
吹
上
線
、
北
殿
－

吹
上
間
路
線
免
許
を
受
け
、
伊
那
－

北

殿
－

吹
上
間

の
運
転
開
始

。

昭
和
二
五
年
一
一
月
、
手
良
線
、
北
殿
～
宮
前
間

の
免
許
を
受
け
、
伊
那
―
北

殿
－

手
良
聞

の
運
行
開
始

。
（
四
四
年
二
月
、
路
線
変
更
で
廃
止
）

昭
和

二
六
年
三
月
、
み

す
ず
急
行
（
長
野
－

松
本
―
伊
那
―
飯
田
）
運
行

開

始
、

利
用
者
減
少
に

よ
り
昭
和
五
〇
年
三
月
廃

止
。

昭
和
四

一
年
四
月
、

塩
ノ
＃

～
南
木
下
間
国
道

バ
イ
パ
ス
路
線
運
行
開
始

。

昭
和
四

六
年
三
月
、
辰
野
－

飯
島
間
ワ

ン
マ
ン
カ
ー
に

な
る
。
同

八
月
吹
上
線

も
ワ
ン

マ
ン

カ
ー
に
な
る
。

昭

和
五
三
年
三
月
、
辰

野
－

駒
ヶ
根
聞
乗

り
替

え
な
し
の
直
通

運
行

と
な
る
。

昭
和

の
初
め
、

い
く
つ
か
の
乗
合

自
動

車
会
社

が
入
り
乱

れ
て
走

っ
て
い
た
の

が
、
昭

和

二
（

年
伊

那
自
動

車
株
式
会
社

が
上
伊

那
一
円

の
営
業
権

を
引

き
受

け

る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
昭

和
二
三
年
一
月

よ
宍

飯
田

線
と
中

央
線
の
短

絡
と

い
う
こ
と
を
地
域
住
民
の
利

便
の
た
め
伊

那
高
遠
間

お
よ
び
そ
れ
以
遠

の
茅

野
と
長
谷
村

へ
国
鉄
バ

ス
が
運
行
さ
れ
て

い
る
。

運
行
回
数
を
み
る
と
、
伊
那
－

辰

野
線
は
昭
和
二
五
年
六
回
、
四
一
年
三
五
回

ぐ
ら

い
、
五
〇
年
三
二
回
、
六
〇

年

ご
二

回
、
吹
上
線
は
昭
和
二
五
年
三
回
、
四

一
年
一
五
回
ぐ
ら

い
、
五
〇
年
一
四
回
、
六
〇
年
六
回
で
あ
る
。

昭
和

の
初

め
鉄
道
と
競
争
し
て

い
た
バ
ス
は
、
戦
後
、
道
路
さ
え
あ

れ
ば

ど
こ

へ
で
も
入

っ
て
行

く
便
利

さ
と
、
燃
費

の
割
安

さ
に
よ

っ
て
急
速
に

の
び
た
が
、

や

が
て
自
家
用
車
に
追

わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
現
在
に
至

っ
て
い
る
。
し

か
し
、

国
道

一
五
三
号

線
を
走

る
辰

野
ｉ

伊
那
間

の
バ
ス
は
現
在
で
も
利
用
者

が
多

く
、

地
元

の
重
要

な
足

と
な
っ
て
い
る
。

自
家
用
車
に
追

わ
れ
た
バ
ス
は
、
観
光
事
業
に
目

を
向
け
観
光

バ
ス
を
各
地
に

走

ら
せ
、

ま
た
、

高
速
自
動
車

道
の
開
通
に

応
じ
て
特

急
伊

那
－

名
古
屋
間
（
昭

表6-76　 南箕輪におけ る自動 車

の増加

貨物自動車 乗用自動車

大正15

昭和3

13

24

29

48

50

55

60

1

2

0

1

11

582

715

1,050

1,114

0

0

0

0

3

667

1，173

1,283

1,404

和
五
一
年
）
、

さ
ら
に
特
急
伊
那
丿

新
宿
間
（
昭
和
五
九
年
）
の
高
速

バ

ス
を
運
行

さ
せ
、
大
都
市
圈

へ
の

時
間
短
縮
に

よ
り
、
大
勢

の
客

を

乗

せ
て
走

っ
て
い
る
。
こ

の
長
距

離

高
速
バ
ス
の
運
行

が
鉄
道

を
圧

迫
し
て

い
る
の
が
現

状
で
あ
る
。

２
　
ト
ラ
ッ
ク
に
よ
る
貨
物
輸
送

乗
用
車
よ
り
ト
ラ
ッ
ク
の
方
が
遅
れ
て
入
っ
て
き
た
。
大
正
一
五
年
に
筑
摩
郡

の
小
野
光
司
が
松
本
飯
田
間
で
ト
ラ
ッ
ク
営
業
を
始
め
た
の
が
、
伊
那
谷
の
ト
ラ

ッ
ク
使
の
初
め
ら
し
い
。

明
治
三
九
年
に
中
央
線
が
全
通
す
る
と
、
伊
那
谷
の
貨
物
輸
送
は
運
送
馬
車
が

中
心
と
な
っ
た
。
大
量
の
荷
が
鉄
道
で
輸
送
さ
れ
て
く
る
に
し
た
が
っ
て
、
駅
付

近
は
運
送
馬
車
や
業
者
で
に
ぎ
か
っ
た
。
大
正
一
〇
年
に
は
上
伊
那
に
運
送
馬
車

が
Ｉ
〇
五
〇
台
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

し
か
し
、
士
フ
ッ
ク
の
出
現
に
よ
っ
て
や
が
て
運
送
馬
車
は
貨
物
自
動
車
に
変

わ
っ
て
い
く
。
昭
和

二
（
年
に
伊
那
市
に
「
伊
那
貸
切
貨
物
自
動
車
有
限
会
社
」

が
生
ま
れ
、
営
業
を
始
め
た
。
こ
の
時
期
は
戦
時
統
制
化
に
あ
り
、
戦
時
陸
運
非

常
体
制
が
し
か
れ
、
当
時
高
遠
・
辰
野
・
伊
那
・
宮
田
・
赤
穂
・
飯
田
に
あ
っ
た

六
社
が
統
合
さ
れ
て
「
上
伊
那
貨
物
自
動
車
株
式
会
社
」
に
な
っ
た
。

昭
和
二
〇
年
終
戦
に
よ
り
統
制
が
解
か
れ
た
が
、
車
の
老
朽
化
、
燃
料
不
足
な

ど
で
運
休
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
同
二
五
年
の
朝
鮮
動
乱
を
き
っ
か
け
に
産
業

界
が
活
発
と
な
り
、
運
輸
事
情
が
増
大
し
、
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
が
活
発

化
し

て
き

た
。昭

和
三
〇
年
代
に
入
る
と
燃
料
も
安
く
手
に
入
り
、
産
業
界
は
ま
す
ま
す
活
発

7 邱
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化
し
て
、
ト
ラ
ッ
ク
業
界
も
そ
れ
に
つ
れ
て
盛
ん
と
な
り
、
ト
ラ
ッ
ク
も
大
型
化

し
、
ト
レ
土
フ
ー
車
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
合
併
し
て
い
た
会

社
も
再
び
分
散
し
さ
ら
に
新
し
く
進
出
し
て
き
た
会
社
も
加
わ
り
、
路
線
、
客
の

奪
い
合
い
競
争
も
激
し
く
な
っ
て
き
た
。

自動車保有台数（南箕輪）表6-77

＼ 貸 物 車 乗合用

普通及
び小型

乗　用 特 殊用途用
小　型

二輪車

軽　 自　動　車

合計

普通 小型鸚 普通 小型
普通及

び小型
三輪
車

特殊
車

乗用 貨物 三輪
車

二輪
車

小　型

二輪車

40年
３月
41,3

42.3

43.3

44.3

45.3

46.3

47.3

48.3

50.3

55.3

60.3

6

7

5

21

31

31

33

31

36

37

40

44

76

119

203

302

415

498

563

550

566

600

660

700

１

１

１

１

１

１

１

１

２

２

２

２

０

０

０

０

０

２

３

４

５

５

５

６

０

１

１

１

１

０

１

１

３

３

３

４

32

56

99

140

248

322

616

676

871

900

980

1080

7

8

10

8

9

9

12

14

14

15

16

17

１

１

１

１

４

０

２

１

１

１

０

０

2

6

7

8

10

11

12

13

14

15

10

17

3

3

3

3

4

5

11

13

15

16

17

18

11

19

24

39

67

121

179

230

260

270

300

320

62

116

173

186

205

209

226

259

305

310

350

370

23

30

28

22

13

7

0

0

0

0

0

0

31

25

25

26

25

23

18

33

35

36

36

37

892

974

1, 012

1,070

1,160

1,118

1,126

1,181

1,134

1,200

1,300

1,400

1,147

1,366

1,602

二L,829

2,193

2,357

2,803

3,007

3.261

3,410

3,725

4,015

(役場 資料よ り作成)

個
人

の
荷
運
び
は
昭

和
三
〇

年
ご
ろ
ま
で
は
、

荷
車
、

リ
ヤ
カ
ー
、

牛
馬
車
等

で

あ
っ
た
が
、
こ

れ
も
軽
ト
ラ
ッ
ク
が
普
及
し
、
ト
ラ
ッ
ク
に
よ
る
輸
送
が
一
般

化
し

た
。

現
在
近
辺
に

あ
る
貨
物
輸
送
業
者

は
、
日
本
通
運
、
近
鉄
ト
ラ
ッ
ク
、
信
州
名

鉄

な
ど
数
多

く
、
そ

れ
に
加
え
近
年
、
戸
口

か
ら
戸
口
ま
で
を
う

た
い
文
句
に
宅

急
使

が
盛
ん
に

な
り
、
ト
ラ

ッ
ク
業
者

を
圧
迫
し
て
き
て

い
る
。
今
や
鉄
道
輸
送

に
完

全
に

と
っ
て
替

わ
っ
て
貨

物
の
輸
送

は
ト
ラ

ッ
ク
一
色
に

な
る

勢

い

で

あ

３
　

自
動
車
類
の
著
し
い
増
加

自
動
車
は
昭

和
四
〇
年
代
に
飛
躍
的
に
普
及

す
る
に
至

る
が
、
本
村
に

お
け

る

四
〇
年
以

後
の
自
動
車
保
有
数
の
推
移
は
表
6
1
7
7
の
よ
う
で
あ
る
。

乗
用

車
に

つ
い
て
み
る
と
、
昭

和
四
〇

年
四
三
台
（
普
通
・
小
型
・
軽
乗
用
合
計
）

で
あ

っ
た
も

の
が
四
五
年
に
は

Ｉ
〇

倍
の
四
四
三
台
、
六
〇

年
に
は
一
四
〇
四
台

と
四
〇
年

の
約
三
三
倍
に
達
し
て

い
る
。
す
さ
ま
じ

い
モ
ー
タ
リ
ー
ゼ
ー
シ
ョ
ン

と
言

わ
ざ
る
を
得
な

い
。
村
内
に
も

い
た
る
と
こ
ろ
に
自
動

車
販

売
店
が
見

ら
れ

る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

こ

の
よ
う
な
自
動
車

の
増
加
に
よ
る
交
通
量

の
増
加
は
、
必
然
的
に
交
通
事
故

の
増
加
と
な
り
、
死
傷
者
数
が
急
増
し
交
通
戦
争
と

い
わ
れ

る
ほ
ど
の
大
き
な
社

会
問
題
と
な
り
、
北
殿
区

が
老
人
交
通
安
全
モ
デ
ル
地
区
に
県
よ
り
指
定

さ
れ
る

等
、
交
通
安
全
対
策
が
重
要
な
問
題
と
な

っ
て

い
る
。

三
　

天

竜
川

通

船

・

渡

し

舟

・

橋

Ｈ
　

天

竜
川

通
船

天
竜
川
通
船
に

つ
い
て
は
、
文
政
年
間
（
一
八
一
八
圭

二
〇
）
神
子
柴
の
孫
市
ら

の
努
力
に

よ
っ
て
始

め
ら
れ
た
こ
と

は
す
で
に
見

て
来

た
が
、
明
治
以
降

ど
う
な

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
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明
治
四
年

の
伊

那
県

の
調
べ
で

は
、
上
下
伊
那
に
五
〇
般

の
船

が
あ
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
孫
市

の
時
代

の
通
船
一
〇
〇
般

の
計
画

よ
り
は
か
な
り
少

な
い
が
、
何
組

か
の
通
船
業
者
に

よ
っ
て
運
航

さ
れ
た
よ
う
に
考
え

ら
れ
る
。
ま

た
、
天
竜
川
通
船

は
地
形
・
水
量

か
ら
み

て
下
流

の
方

が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
は

当
然

で
上
流

は
少

な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
明
治
初
年

の
上
流

の
通
船

は
上

は

坂
下
（
現
伊
那
市
入
舟
）
か
ら
下

は
下
伊
那
郡
平
岡
村

の
満
島

ま
で
で
あ
っ
た
が
、

明
治
四
年
伊
那
県

は
伊

那
よ
り
上
流

で
の
通
船

を
許
可
し
、
翌
五
年
岡
谷
村
尾
沢

辰
之
助
が
自
費
で
浚
渫
事
業
を
行
な
っ
て
お
り
、
尾
沢
辰
之
助
け
こ
の
五
年
岡
谷

か
ら
静
岡
県
掛

塚
湊
に
至

る
舟
運
業

を
始

め
て
い
る
。

塩

ノ
井
大
東
文
書
に
年
月

が
記

さ
れ
て
い
な

い
が
明

ら
か
に
明
治
初
期

の
も
の

と
考
え

ら
れ
る
次

の
よ
う
な
願
書

が
あ
る
。

天
竜
川

通
船
開

馨
願

上
伊

那
郡
南
箕
輪
村
　

高
木
　

禍
三

倉
田
　

三
郎

原
　

八
十
吉

清
水
　

十
郎

清
水
平
一
郎

こ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
諏
訪
）

右
（

這
回
当
国
諏
訪
郡
鷲
湖

ヨ
リ
遠
州
掛
塚
港
迄
通
船
開
墾
致

シ
度

ク
、
上

下

伊

那

郡

卜
諏
訪
郡

ト
ノ
有
志
者
ヲ

シ
テ
起
業
願
イ
立
テ
ノ
所
、
已

二
本
県

ヨ
リ
静
岡

県

へ

御

照

会

ノ
末
実
地
御

立
会
イ
ノ
御
検
査
相
成

り
夫

々
有
志
等
へ
書
面
ヲ
以
テ
願
イ
出

ス
可

ク
御

諭
達
相
成

り
候

二
付

キ
、
則
チ
有
志
共
協
議
中
御
派
出
相
成
り
候

二
付
キ
先
ズ
以
テ
高
木

械
三
ヲ

シ
テ
総
代
ト

ナ
シ
差

シ
出

シ
置

キ
、
曽

ツ
テ
御
検
査
官
へ
夫

々
申

シ
立
テ
薇
キ
尚

御
派
出
官
川
瀬
清
直
殿
御
帰
県
ノ
際
自
費
出
途
及

ビ
諸
規
則
方
法
等
相
伺
ウ
可

キ
運
ビ
ニ

コ
レ
有

り
候
所
、
既

二
御
帰
県
相
成
り
候
様
承
知
仕
リ
、
右
（

当
近
傍

二
回
漕
店
等
設
置

セ
ザ
レ
バ
不
都
合

二
付

キ
位
置
決
定
ノ
上
願
イ
上
グ
可

ク
侠
得
共
、
自
費
開
墾
及

ビ
諸
規

則
等
ノ
如

キ
（

天
竜
川
沿
岸
三
郡
ノ
有
志
相
会

シ
協
議
致

ス
可

ク
候
ワ
デ
（

完
結
セ
ザ
ル

義

卜
存

ジ
奉

り
候

。
且
ツ
本
郡

ノ
義
（

中
央

二
位
置
ヲ
占

メ
居
り
欽
間
然
ル
可

ク
御
執
り

斗
ラ

イ
集
会
相
成

り
結
局
相
遂
ゲ
候
様
願
イ
上
ゲ
欽
也

右
　
　

原
　

八
十
吉
⑩

高
木
　

械
三
⑩

清
水
　

十
郎
⑩

倉
田
　

三
郎
⑩

清
水
平
一
郎

（
塩
ノ
井
大
東
文
書
）

こ

の
願

書

の
結

果

が

ど

う

な

っ

た

か
資

料

が

な

く
不

明

で

あ

る

が
、

こ

の
願

書

の
中

に

上

下

伊

那

・
諏

訪

郡

の
有

志

が
起

業

願

い
立

て

を
し

た
と

あ

り
、

前

記

の

岡

谷

村

尾

沢

辰

之

助

ら
と

関

係

が

あ

っ

た
も

の
と

考

え

ら

れ
、

当

時

の
舟

運

へ

の

関

心

の
高

さ

を
示

し

て

い

る
よ

う

に

考

え

ら

れ

る

。

明

治

六
年

、

筑

摩

県

で

は
天

竜

川

通

船

運

賃

定

め

を

布

達

し

て

い
る

が

、

そ

れ

に

よ

る
と

岡

谷

か

ら
掛

塚

港

ま

で

五

一
里

三

〇

町

を

三

日

が

か
り

で

運

行

し

、
下

り
荷

の
運

賃

一
駄

九
〇

銭

四

厘

、

上

り
荷

は

一
円

五

八
銭

四

厘

で

あ

っ

た

。
当

時

の
船

は
長

さ

七
問

四

尺

～

八
間

三

尺

、

幅

四

尺

～

四

尺

五

寸

で

、

積

載

量

は
三

〇

〇

～
四

〇

〇

貫

で

あ

っ

た

。

明

治

一
五

年

に

は
南

向

村

に

通

船

を

行

な
う

会

社

が

生

ま

れ

た

よ

う

で

、

坂
下

か
ら

船

を
下

ろ
し

て

上
伊

那

地

方

の
諸

産

物

を

運

ん

だ

と

い
わ

れ
、

そ

の

時

、

清

水

十

郎

も

こ

れ
に

参

画

し

た

も

の
と

考

え

ら

れ

る

。
村

人

の

営
業

人

調

べ
に

よ

る

と

明

治

一

六

年

に

は
小

回

船

一

般
（
三
間
七
尺
三
厘

）
南

殿

清

水
平

一

郎
、

明

治

二

六

年

、

小

回

船

新

規

原

文

五

郎

と

い
う

の

が

見

え
、

当

村

に

お

い
て

も

舟

運

に
着

眼

し

て

い

た
人

が

何

人

も

出

て

い
る

。

明

治

三

〇

年

代

に

入

る

と

、

田

畑

の
加

藤

敬

亮

ら

は

、

南

向

村

の
下

平

の

通
船

や

人

夫

を

雇

い
入

れ
て

、

月

に

コ

ー回

、

一

・

三

・

六

・

八

の
日

に

坂
下

と

上

郷

村

別

府

間

を

、

米

・

石

や

客

な

ど
を

乗

せ

て
下

り

、

帰

り

舟

に

塩

・

茶

な

ど

の
運
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送

を
行

っ

て

い

る

。

ま

た
、

明

治

三

五

年

に

は
福

島

の
松

崎

竜

之

助

か

天

竜

川

運

輸

株

式

会

社

を
設

立
し

て
、

坂

下
－

時

又

間

の
定

期

通

船

を
行

い
、

同

三

六
年

に

は
辰

野
－

時

又

間

の
通

船

に

ま

で
ひ

ろ
げ

た

。
当

時

の
時

間

運

賃

表

に

よ

る
と

、

当

村

に
関

係

し

た
船

着

場

は
野

底

の
尺

立

て
、

辰

野

の
朝

日

橋

か

ら
運

賃

二
（

銭

と

あ

る

。
（
『
伊

那
市
史
現
代
篇
』
）
し

か
し

、

い

ず

れ
も

数

年

で

廃

業

し

て

い

る

。

通
船

が

盛

ん

で

あ

っ

た

の

は
明

治

三
〇

年

代

ま

で

で
、

や

が

て
陸

運
に

お

さ

れ

て

消

え

て

い

っ
た

の

で

あ

る

。

§
　

渡
　

し
　

舟

現

在

の

よ

う
に

治

水

が
行

な

わ

れ

な

か

っ

た
昔

は
、

天

竜

川

の
水

心

季

節

に

よ

っ

て
変

わ

り
、

渇

水
期

は
渡

り
易

く
、

春

か

ら
秋

の
出

水

期

に

は

そ

の
渡

河

も

難

儀

で

あ

っ

た

。

江

戸

時

代

、

田

畑

に

私

設

の
渡

し

が

あ

っ

た
と

い

う
話

は
伝

わ

っ

て

い

る

が
確

か

な

こ

と

は

わ

か

ら

な

い

。

い

ず

れ
に

せ

よ
、

当

村

か

ら
野

底

、

福

島

を
経

て
手

良

・

高
遠

方

面

へ
、

福

島

か

ら
本

村

へ

く

る
に

は
天

竜

川

を

渡

ら

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。
橋

を

架

け

る

こ

と

は
大

変

な
費

用

と
労

力

の

い

る

こ

と
で

あ

り
、

し

か
も

永

久
橋

と

は

い
か

な

い

往
時

の

こ

と

、
渡

し

舟

が

あ

っ

た

こ

と

は
確

か

で

あ

ろ

う

が
、

は

っ

き

り

し

た

こ

と

は

わ

か

ら

な

い
。

記

録

を

少

し
拾

っ

て

み

よ

う

。

゜
『
長
野
県
町
村
誌
』
に
、
天

竜
川
、
幅
広
き
所
五
〇
間
余
、
水
最

も
深

き
所
六
尺
余
、

浅

き
所

二
尺
に
下
ら

ず
。
急
流
に
し
て
水
波
甚

だ
清
し
。
舟
筏
あ
り
と
い
え
ど
も
運
送

便
利

な
ら
ず

っ
役
場
文
書
の
天

竜
川

調
（
明
治
二
〇
年
）
激
流
に
し
て
平

常
は
河
身

を
単
歩
渉
る
を
得

る
も
、
洪

水
時
は
渡
し
舟
も
か
な
わ
ず
橋
梁
、
渡
津
は
小
域
中

（
本
村
北
殿
地
区

よ
り

田
畑
地
区
）
に
こ
れ
無
し
。

・
明
治
末
こ
ろ

の
話
　

北
殿

の
渡
し
舟
の
権
利
は
当
時
ま
で
問
屋
が
持
っ
て
お
り
、
堀
越

が
実
際

の
運
営
を
し
て
い
た
。

記

録

の

上

か

ら

は

き

ち

ん

と

し

な

い
が
、

北

殿

と
田

畑

に

明

治

年

代

に

あ

っ

た

こ

と

は

確

か

で

あ

る

。
（
北

殿
の
渡
し
舟
に
つ
い
て

は
上
巻
第

五
章
参
照
）
田

畑

の

古

老

の

話

に

よ

る

と
、

明

治

末

、

両

岸

か

ら
川

を
越

え

て
太

い
針

金

が

張

っ

て

あ

り
、

そ

れ

を
伝

わ

っ

て
舟

で
渡

し

て

く

れ

た

と

い

う

。

七

～

八

人
乗

り

の
舟

で
、

土

手

の
小

屋

に

居

て
他

所

か

ら
来

た

人

が
、
「

オ

ー
イ

」

と

声

を

か
け

る

と

舟

を

出

し

た

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

こ

の
渡

し

舟

は
大

正

時

代

は
も

ち

ろ

ん
、

昭

和

の
始

め

ま
で

続

け

ら

れ

た

が
、

永

久

橋

が
架

か

る

よ

う
に

な

る
と

必

要

が

な

く
な

り
、

姿

を
消

し

た

。

尚
　
　

橋

明

治

一

一
年

の

『
長

野

県

町

村

誌

』

に

「
天

竜

川

の
橋

二

か
所

。
北

殿

橋

長

さ

三

三

間

、

幅

六
尺

、

土

橋

。
神

子

柴

橋

長

さ
三

五

間

、
幅

六

尺

、
土

橋

」
と

あ

る

。

明

治

一

九
年

の

「
橋

梁

架

設

補

助

願

」

に

「
前

略
　

北

殿

耕

地

内

天

竜

川

へ
架

設

す

る
橋

梁

の
儀

は
、

去

る
明

治

一
三

年

度

に

於

て

は
官

の
御

目

論

見

で

で

き

ま
し

た

が
、

そ

の

後

の
大

洪

水

で

全

部

流

出

し

ま
し

た

の
で

、

古

木

を
集

め
有

志

で

仮

架

設

し

て

一
時

の
通

行

の

便

を
図

っ

て

き

ま
し

た

。
し

か
し

、

古

朽

木

の
故

に

そ

の

後
大

破

し
、

危

険

に

な

っ

た

の
で

取

り

こ

わ
し

て
し

ま

い

ま
し

た

。

こ

の
橋

は

伊

那
村

大

橋

と
三

日

町

大

橋

の
中

央

に

位

置

し

て
重

要

で

あ

る

の
で

、

御

目

論

見

下

さ

れ

補
助

費

を

お
願

い
し

ま

す
」

と

あ

り

。

ま

た
、

明

治

四

三

年

に

次

の

よ

う

な

願

い
書

が

出

さ

れ

た

。

橋
梁
架
設
願

北
殿
橋
が
流
失
し
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
ま
す
。
渡
船

が
あ
る
と
い
え

ど
も
、
船
人
夫

の
住

家
遠
く
往
々
呼
応
し
な
い
。
消
防

応
援
地
区

の
福
島

に
火

事
が
あ
っ
て

も
行

け
な
い
し
、

郵
便
物
も
困
っ
て
い
ま
す
。
関
係
部
落
有
志

の
出
損

を
以
て
仮
土
橋

を
作

っ
て
無
料
で
通

行
さ
せ
た
い
の
で
御

許
可
願

い
た
い

明

治
四

三
年
　
月
　

日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
殿
総
代
　

倉
田
弥
治
兵
衛

－
Ｉｙ
　
　
ｌ

黒

沢

譲

雄
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手
良
へ

☆

道手土

ヘ里
道

｛

図6-57　 明治43年 橋梁架設願の時の図面

福
島
総
代
（
略
）

県
知
事
大
山
綱
昌
殿（

つ
な
や
文
書
）

こ
の
願

い
は
聞

き
届
け

ら
れ
て
図

の
よ
う
な
橋

が
で
き
た
。

以
上
見

て
き
た
よ
う
に
、
古
来
橋

に

よ
る
天
竜
川
渡
河

の
苦
労

は
大
変

な
も
の
で

あ
っ
た
。
治
水

が
う
ま
く

い
っ
て
い
な
い
昔

は
せ

っ
か
く
架
け

て
も

す
ぐ
に
洪
水
で
流

さ
れ
て
し

ま

う
の
で
、
北
殿
橋

は
そ

の

後

も

永

久
橋
に
な

る
ま
で
何
回

も

流

さ

れ

た
。永

久
橋
が
架
け
ら

れ
る
ま
で
は
土

橋

か
板
橋
で

あ
っ
た
が
、
土
橋
が
多

か
っ
た
。
土
橋
と

い
う

の
は
川
原
に
太

い
丸

太

を
打

ち
込
み
、
そ

の
上
に
丸
太
を
並

べ
、
小
枝
な

ど
を
お

い
て
そ

の
上
に
土
砂

を
の
せ

て
踏
み
固

め
た
も

の
で

あ
る
。
板
橋

は
、
土
を
盛

る
代
り
に
板
を
打
ち

っ

け

た
も

の
で

あ
る
。
そ

の
外
に
、
時
に
は
丸
太
を
二
本
組
み
合

わ
せ
て
結
ん

だ
だ

け

の
丸
太
橋
も

あ
っ
た
。

洪
水

の
た
び
に
流
失
や
破
損
を
す
る

の
で
修
理
や
架
橋
が
思

う
に
生
か
せ
な
か

っ
た
。
し

か
も
、
地
元
負
担
が
ほ
と
ん

ど
で
官
費
を
支
給
さ
れ
る
こ

と

は

少

な

く
、
寄
附
金
や
区
費
で
賄

わ
れ
て

い
た
。
前
記

の
明
治
四
年

の
北
殿
橋

の
工

事
で

は
原
材
料
費

一
四
〇
円
を

か
け
、
寄
附
金
四
九
七
円
三
五
銭
（
当
時
酒
一
升
四
二
銭
）

を
集

め
て
や

っ
て

い
る
。
ま

た
、
昭
和
三
年

の
役
場
事
務
報
告
を
見

る

と
、
「
天

竜
橋
地
元
架
け
替
え
に
就
さ
て
は
、
村
よ
り
一
五
〇
円

の
補
助
を
な
し
完
全
な
る

橋
梁
と
し
交
通
を
安
全
な
ら
し

め
た
り
」
と

あ
る
。

図6-58　 永久橋となった北殿橋（昭和 ９年）

当
村
地
域
で
天
竜
川
に
橋
が
架

か

っ
て
い
た
の
は
北
殿
と

田

畑
（
神
子

柴
）
の
二

か
所
で
、

明
治

か
ら
永
久

橋
に
な

る
ま
で
何
回

か
架
け
ら

れ
、

何
回

か
流

さ
れ
、
地
元
民
と
水
と

の

闘

い
の
連
続
で

あ
っ
た
。
橋

の
位
置

も
護
岸
と
川
床

の
状
態
を
見
て

か
け

ら
れ
た
の
で
、
大
体

の
位
置

は
現
在

に
近

い
が
、
架
け
替
え

の
た
び
に
上

下
に
移
動
し

た
。

永
久
橋
に
な

っ
た
の
が
、
天
竜
橋

（
北
殿
）
は
昭
和
九
年
、

明
神
橋
（
田

畑
）
は
昭
和

三
八
年

の
こ
と
で
あ
る
。

天
竜
橋

は
延
長

九
三
・
五
ｍ

、
幅
四

ｍ

の
一
等
橋

と
し
て
、
明

神
橋

は
延
長
一
一
〇
ｍ

、
幅
三
・

七
ｍ

、
工
費
一
八
六

五

万
円

の
一
等
橋

と
し
て
架
設

さ
れ
て
、
現
在
に
至

っ
て
い
る
。

橋

の
名
前
に

つ
い
て
は
、
北
殿
橋

は
役
場
文
書
に

よ
れ
ば
、
昭
和
三
年
に

は
天

竜
橋

と
書
い
て
あ
町
　

昭

和
七
年
に

は

北
殿
橋
（
橋
長
八
二
ｍ
板
幅
二

こ
二
ｍ
工
費

一
万
円
で
災
害
復
旧
工
事
）
と
あ
る
の
で
、

両
方

の
呼

び
方

で
呼

ん
で

い
た
と
思

わ

れ
る
。
し
か
し
、
永

久
橋
に

な
っ
て
か
ら
は
天
竜
橋

と
呼

ば
れ
る

よ

う

に

な
っ

た
。
明
神
橋
の
由
来
は
定
か
で
な
い
。

7 卯
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第
八
節
　
生
活
の
近
代
化

一
　

消
防
・
駐
在
所

Ｈ
　
消
　
　
　
防

１
　
明
治
以
前
の
村
の
消
防

幕
藩
時
代
に
お
い
て
消
防
組
織
が
進
ん
で
い
た
の
は
、
城
下
町
お
よ
び
宿
場
町

で
あ
り
、
そ
の
中
心
に
な
っ
た
の
は
武
家
火
消
し
と
町
火
消
で
あ
っ
た
。
村
部
に

お
い
て
は
、
村
内
の
壮
丁
の
責
任
で
あ
っ
て
名
主
が
こ
れ
を
統
轄
し
、
火
災
を
未

然
に
防
止
し
て
い
た
。
村
内
三
戸
あ
る
い
は
五
戸
ぐ
ら
い
ま
で
を
一
組
と
し
、
順

番
を
き
め
て
Ｉ
〇
月
か
ら
翌
年
三
月
こ
ろ
ま
で
夜
警
を
し
た
と
い
う
。
消
防
器
具

と
し
て
は
特
別
の
設
備
も
な
か
っ
た
が
、
村
（
今
の
部
落
）
名
を
染
抜
い
た
纒
一

飯
を
公
費
で
作
宍

平
素
は
名
主
の
役
宅
に
備
え
置
き
、
火
災
の
際
に
は
名
主
の

指
図
で
こ
れ
を
持
ち
出
し
た
。
器
具
と
い
っ
て
も
水
桶
・
水
龍
・
鳶
口
ぐ
ら

い

で
、
各
人
が
随
意
の
設
備
と
し
て
携
帯
し
て
お
っ
た
。
警
鐘
の
備
え
も
な
か
っ
た

の
で
、
寺
の
梵
鐘
を
乱
打
し
て
火
災
を
知
ら
せ
、
壮
丁
の
出
動
を
求
め
人
命
財
産

の
救
護
に
あ
た
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
応
援
区
域
も
隣
村
は
も
ち
ろ
ん
壮

丁
の
交
際
あ
る
村
落
へ
は
か
な
ら
ず
出
動
応
援
し
た
も
の
で
あ
る
。

２
　
各
村
消
防
組
の
誕
生

明
治
七
年
一
一
月
、
筑
摩
県
は
全
県
的
に
消
防
の
組
織
の
改
革
・
充
実
を
目
ざ

し
て
「
火
災
之
節
消
防
規
則
」
の
原
案
を
示
し
た
布
達
を
出
し
て
指
導
し
、
消
防

器
具
の
定
数
、
指
揮
命
令
系
統
・
応
援
の
区
域
な
ど
、
形
の
上
で
は
整
備
さ
れ
て

き
た
。
時
あ
た
か
も
こ
の
翌
年
、
明
治
八
年
二
月
久
保
村
・
大
泉
村
・
北
殿
村
・

南
殿
村
・
田
畑
村
及
び
神
子
柴
村
の
六
か
村
が
合
併
し
て
新
し
い
南
箕
輪
村
の
誕

生
を
み
た
。
そ
し
て
消
防
上
の
任
務
も
こ
の
旧
六
か
村
を
一
団
体
と
み
な
し
て
活

動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

北

殿

に

お

い

て

は
明

治

八

年

一

一
月

二

六

日

付

け

を

も

っ
て

筑

摩

県

へ

次

の
よ

う

な

消

防

組

設

置

の
出

願

を

し

て

い
る

。

こ

れ

が

本

村

に

お

け

る

消

防

公

許
団

体

の
最

初

と

い
え

よ

う

。

御
　

願
　

書

第
一

七
大
区
九
小
区
伊
那
郡
南
箕
輪
村
北
殿
耕
地
伍
長

惣
代
有
賀
又

七
郎

・
清

水
斉
願

イ
上
ゲ
奉
り
候
。
私
共
耕
地

二
於
イ
テ
火
災

消
防

ノ
為

、
壮
侠
輩

ヲ
聚
合
其
ノ
名
称
ヲ

消
防
方

卜
附

シ
非
常
火
災

燦
起
等
コ

レ
有
ル
節
（

第

一
防

禦
ノ
導
防

方
致
サ

セ
候
間
此

ノ
段
御

聞
キ
済

マ
シ
成

シ
下

サ
レ
度

ク
謹
ミ
テ
懇
願
奉

り
候
　

以
上

右
　

有
賀
又

七
郎
⑩

明
治

八
年

十
一
月
二
十

六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
水
　
　

斉
⑩

筑
摩
県

参
事
高
木
惟
矩
殿

右

ノ
通

り
願
イ
出
候
間
取
次

ギ
差

シ
上
ゲ
候
以
上右

副
戸
長倉

田
　

三
郎
⑩

有
賀
　

光

彦
⑩

書
面
ノ
趣
聴
キ
置
キ
候
条
其
ノ
方
法
悉
細
書
面
ヲ
以

テ
申
シ
出

ズ
可

キ
事

明
治
八
年
十
一
月
三
十
日

筑
摩
県
参

事
　

高
木
　

惟
短
回

消
防
方
法
器

具
上

申

一
、
壮

侠
者
四

八
人
ヲ
消
防
方

ト
ス

ー
、
馬
簾
　
　
　
　

一
本

一
、
北
殿
消
防
方
ナ
記

シ
タ
高
張
一
本

一
、
竹
梯
子
　
　
　

二
挺

但

シ
満
十

七
歳

ヨ
リ
満
四
十
歳
ノ
者

一
、
北
殿
消
防
方
卜
記

シ
タ
旗
　
　

一

一

万

口

一

水
桶

二

龍
吐
水
　
　
　

参
挺

右
ノ
通
り
消
防
方
法
申
シ
上
ゲ
仕
リ
候
也

第

十
七
大
区

九
小
区
伊

那
郡
北
殿
耕
地
伍
長
惣
代

本
ち

よ

う

一
五

挺

小大

一
○三

ZＧ



第６章 村 の 発展

有
賀
又

七
郎
　

⑩

清

水
　
　

斉
　

⑩

右
村
副
戸
長
　

倉
田
　

三
郎
　

⑩

有
賀
　

光
彦
　

⑩

筑
摩
県
参
事
　

高
木
惟
矩
殿

明

治

一

〇

年

ご

ろ

に

な

っ

て

、
大

泉

・
田

畑

・

神
子

柴

・
南

殿

各

耕

地

で

は
若

者

組

を

廃

し

て
非

常

組
又

は

消
防

組

等

の
名

称

で
呼

び
、

消

防

組

を
設

置

す

る

よ

う

に

な

っ

た

。

そ

れ

ぞ

れ
規

約

を
作

り
活

動

を
始

め

た

が
、

南

殿

耕

地

の
消

防

組

規

約

を

左

に

掲

げ

る

。

南

殿
耕
地
消
防

組
規
約

明

治
十
年
南
殿
耕

地
内
有
志

ノ
者
及

ビ
壮
丁

ノ
者
相
謀

り
非
常
救
社
ヲ
設

立
ス

目

的

今
般
耕
地
内
壮
年
ノ
者
ヲ
団

結
シ
非

常
救

社
卜
称
シ
テ
火
災
等

ノ
際
（

自
他
ヲ
問
ワ

ズ
応
援
ノ

ー
助

ト
ナ

シ
霖

雨
暴
漢
ノ
際
二
（

水
防

二
従

事
シ
悪
虫
発

生
ノ
時

二
於
イ
テ

（

駆
除
等

二
従
事
ス
都
テ
勢
カ
ヲ
要

ス
ル
非

常
ノ
揚
合

二
出
勤

ス

南
殿
非
常
救
社
消
防
規
則

第
一
条
　

消
防
入
社
（

年
齢
一
五
歳
ヨ
ジ
三
〇
歳
迄
相
剋

ム
ベ
キ
事

第
二
条
　

非
常
火
災
ア
ル
時
（

勿
論
他
村
卜
雖
モ
全
員

火
元

へ
馳

セ
ツ
ケ
急
度

勉
励
致

ス
ペ
キ
事

第
三
条
　

消
防
諸
器
械
等
（

Ｉ
層

注
意
ヲ
加

工
毀
損

セ
ザ
ル
様
致

ス
ベ
キ
事

第
四
条
　

社
員
中
（

勿
論
派
出
先
卜
雖
モ
実
意
ヲ
旨
ト

シ
テ
喧
嘩
口

論
ノ
挙
動
揮

ツ
テ

厳
禁
ノ
事

第
玉
条
　

社
員
投
票
ヲ
以
テ
担
当
人
ヲ
抜
擢

シ
テ
之

二
一
切
ノ
事
務
ヲ
担
任
セ

シ
ム
ベ

キ
事
　

但

シ
担
当
員
三
名

ニ
シ
テ
年
々
初
会
投
票
ヲ
以
テ
交
替
ノ
事

第

六
条
　

従
来
若
連
ノ
諸
器
械
等
（

Ｉ
切
之
ヲ
担
当
人

二
託

シ
テ
所
蔵
致
ス
ベ
キ
事

第

七
条
　
社
中
諸
入
費

ノ
割
合

ノ
義
（

Ｉ
戸

ニ
シ
テ
ニ
名
社
員
ノ
モ
ノ
ア
リ
或
（

三
名

ノ
モ
ノ
ア
リ
且

ツ
ニ
名
入
社
ノ

モ
ノ
（

七
分
五
厘
ヲ
配
付

シ
三
名
ノ
モ
ノ
（

第一一
-

六
分

六
厘

六
毛

ヲ
賦
課

ス
ベ
キ
事

八
条
　
器

械
損
失

ノ
義

心
該
器
械

ノ
者

ニ
テ
定
価
二
分
ヲ
償
イ
其
ノ
ハ

分
ヲ
社
中

二

テ
出
金
致
シ
器

械
破
損
致

ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
事

消
防
器
械

と
び
く
ち

鳶
口

ひ
し
や
く

柄
杓
桶

ち
よ
う
ち
ん

提
　

灯

一
五
挺

一
五
本

二
五
張

以
　

上
（
役
場
文
言

明

治
一
七
年
一
一
月

塩
ノ
井
耕

地
も
消
防

組
を
設
置
、
明
治

二
三
年

コ

ー月
久

保
耕
地
に
あ

っ
て
も
消
防

組
を
設
置

し
、
同
盟
会

と
称

す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
各

耕
地

の
消
防
組
組
織
は
大
同

小
異

で
あ

っ
て
、
役
員

の
選
挙

も
互
選
で

そ
れ
ぞ
れ

の
役
に
就
任
活
動
を
し
た

の
で
あ
る
。

３
　

消
防
組
組
織
の
発
展

明
治
二
二
年
町

村
制
施
行

を
契
機
と
し
て
郡
下

各
町

村
の
消
防

組
も
着

々
と
整

備
さ

れ
て

い
っ
た
。
明
治
二
三
年

か
ら
は
消
防
組
は
警
察
署

の
指

揮
統
制
下
に
入

っ
た
。
そ
し
て
明
治
二
七
年
二
月
一
〇
日
勅
令
第
一
五
号

に

よ

り

「
消
防

組
規

則
」
が
公
布

さ
れ
、
市
町
村
を
単
位
と
す
る
消
防
組

の
基
本
的
な
制
度

が
確
立
さ

れ
た
。

消
防
組
規
則
　
第
一
条

府
県
知
事
水
火
災
警
戒
防
禦
ノ
為
必
要
ノ
地
二
消
防
組
ヲ
設
置
ス
ル
ト
キ

ベ

此
ノ
規
則
二
定
ム
ル
所
ノ
条
規
二
依
ル
ベ
シ

（
役
場
文
書
）

長
野
県
に

お
い
て
は
、

こ
の
規
則

を
受
け

て
「
消
防
組
規
則
施
行
細
則
」
五
二

か
条
を
定
め
、
消
防
器
具

の
標
準

を
示
し

て
既
設

の
消
防
組

の
飛
躍
発
展

を
は
か

っ
た
。
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本

村

に

お

い

て

は
、

明

治

二

八
年

四

月

前

記

勅

令

に

基

づ

き

、

南

箕

輪

村

各

耕

地

消

防

組

を

一
括

連

合

し

て

南

箕

輪

村

消

防

組

と

し

、

各

耕

地

消

防

組

（
現

在
の

分
団
）

を
部

と

改

称

、

八
部

と

な

し

た

。

そ

の
時

の
指

令

は
次

の
よ

う
で

あ

る

。

南
箕
輪
村
消
防
組
定
員
井

ビ
ニ
各
部
定
員
別
紙
ノ
通

り
定

メ
ラ

レ
候
条
御
送
致

二
及

ビ
候
也明

治
二
十

八
年
五
月

六
日

伊
那
警
察
署
長

警
部
　
　

鮫
島
　

新
助
回

南
箕
輪
村
役
場
　

御
中

南
箕
輪
消
防
組

其
ノ
組
消
防
手
定
員
四
一
八
名
卜
相
定

ム

明
治
二

八
年
四
月
一
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
野
県
　

囲

南
箕
輪
消
防
組

其

ノ
組

各
部
消
防

手
定
員

左
ノ
通

り
相
定

ム

明
治
二

八
年
四
月
十
九
日

久

保
部
　
　
　

五
〇
名
　
　
　

南
殿
部

塩

ノ
井
部
　
　

四
〇
名
　
　
　

田
畑
部

大

泉
部
　
　
　

七
五
名
　
　
　

神
子
柴
部

北
殿
部
　
　
　

六
〇
名
　
　
　

沢
尻
部

長

野

県
　

回

四

三
名

七

五
名

四

五

名

三

〇

名

（
役

場

文

書

）

当
時
の
消
防
経
費
は
各
耕
地
が
す
べ
て
を
負
担
し
、
最
有
力
の
機
械
器
具
と
し

て
は
腕
用
ポ
ン
プ
が
設
備
さ
れ
、
住
民
の
消
防
に
対
す
る
期
待
も
大
き
く
、
ま
た

各
戸
に
は
バ
ケ
ツ
な
ど
も
用
意
さ
れ
た
。
組
員
の
団
結
も
極
め
て
固
く
、
消
防
力

も
相
当
に
強
い
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
村
消
防
組
各
掛
も
人
数
が
示
さ
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
に
活
躍
し
た
。

明
治
三
一
年
に
お
け
る
各
掛

纒
持
　
　

一
五

人

卿
筒
掛
　

一
一
九
人

表
6
1
7
8
　

応

援

区

域

図6-59　 明治時代の腕用消防ポンプ

給
水
掛
　
　
　
七
一
人

火
先
掛
　
　
一
七
四
人

信
号
掛
　
　
　

ヱ
（
人

な
お
当
時

（
明
治
二
九
年
こ
ろ
）
に

お
け
る
各
部

の
火

災
時

に
お
け
る
応

援
区
域

も
次
の
よ
う
に
こ
ま
か
く
指

示

さ
れ
て

い
た
。

神
子
柴
部

田

畑

部

南

殿

部

北

殿

部

大

泉

部

ﾔy
Wk

久

保

部

部

萱 上
牧

野
底

福
島

御
園

山
寺

坂
下

荒
井

西
町

古
町

大

泉 上
新 牧
田　・

・　野
木 底
下　・

福
島

御
園

山
寺

坂
下

荒
井

古
町

大

萱

大

島 上

・
牧

大 ・
萱 野

・ 底
大 ・
泉 福
新 島

田　・

御
園

山
寺

坂下

荒
井

古
町

木
下

松

松 福
島 与

●　●大 三
泉 日

新 町
田 ・

・ 福
大 島
萱 ・

野
底

上
牧

御
園

山
寺

坂
下

木
下

回

中具

ｶj
苛

査

空

事

鴛

一一一品

弩

皆

斐

雫

鴛

ｶj
苗

ﾔj

一一一品

皆

生

焉

応

援

区

域
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第６章 村 の 発展

沢

尻

部

御
園
・
山
寺
・
坂
下

・
荒
井
・
西

町
・
古

町
・
小
沢
・
平
沢
・
横

山
・
狐

島
・
大
萱

・
与

地
・
中

条
・
羽

広
・
上
戸

４
　

大
正

期
に
お
け
る
消
防

組

大
正
期
に

お
い
て
は
、
火
災
・
水
災
・
地
震
等

が
頻
発
し
て

お
り
、
各
地
区
消

防
組

の
活
動

も
め
ざ
ま
し

か
っ
た
。
大
正
五
年
五
月
一
〇
日

の

中
箕
輪
村
（
現
箕

輪
町
）
松
島

の
焼
失
戸
数
一
〇
七
戸

の
大
火
・
大
正
八
年
伊

那
町
（
現
伊
那
市
）
の

一
四
四

戸
の
大
火
等
、
隣
接
町
村

の
災
害
に
応
援
出
動
し
、
消
火
に
活
躍
し
て

い

る

。
当
時

の
消
防
組
織
は
組
頭
－

部
長
Ｉ

小
頭
丿

消
防
手
と

な

っ

て

お

り
、
幹
部
の
社
会
的
地
位
を
み
る
と
、
公
職
経
験
者
が
多
く
、
村
に
お
い
て
も
名

誉
職
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
大
正
末
期
に
な
っ
て
、
長

野
県
は
消
防
組
の
志
気
督

励
に
金
馬
簾
使
用

認
許
制
度
を
と
り
入
れ
た
り
、

功
労
章

等
の
表

彰
制
度

を
設

け

た
り
、
あ
る

い
は
消
防
講
演
会
・
活
動

写
真
等
に
よ
る
防

火
思
想

の
普
及
に

っ
と

め
た
。

５
　

警
防
団

の
設
置

昭

和
六
年

の
満

州
事
変
に
続

い
て
昭
和

一
二
年

か
ら
始

ま
っ
た
日
中
戦
争
も
、

い
よ
い
よ
長
期
化

の
様
相

を
呈

し
、
国
民
挙
げ

て
の
戦
時
体
制

の
下

、
民
間

の
防

図6-60　 まとい（纒）各組の標（ しるし）

としたもの下に下った帯状 のもの

が馬簾

空
自
治
団
体
で
あ
っ
た
防
護
団
と
合
併
し
て
、
昭
和
一
四
年
四
月
一
日
の
勅
令
に

よ
り
防
空
水
火
消
防
を
任
務
と
す
る
「
南
箕
輪
村
警
防
団
」
に
改
組
、
各
部
は
そ

れ
ぞ
れ
警
防
分
団
に
変
わ
っ
た
。
以
後
団
長
・
副
団
長
等
の
制
度
に
な
り
、
民
間

消
防
組
織
が
警
防
団
と
し
て
戦
時
的
に
再
編
さ
れ
、
警
察
の
指
揮
下
に
入
っ
て
活

躍
、
昭
和
二
（
年
コ

ー月
八
日
太
平
洋
戦
争
開
戦
か
ら
昭
和
二
〇
年
八
月
一
五
日

の
終
戦
を
迎
え
る
ま
で
国
や
県
の
強
い
統
制
の
下
に
あ
っ
た
。

６
　
自
治
体
消
防
団
の
発
足

太
平
洋
戦
争
敗
戦
に
よ
り
民
主
的
国
家
を
目
ざ
す
日
本
に
、
各
種
制
度
の
改
革

が
行
な
わ
れ
た
。
戦
時
中
警
察
権
の
範
囲
内
に
あ
っ
た
消
防
制
度
も
警
察
と
分
離

さ
れ
、
昭
和
二
三
年
八
月
荒
廃
し
た
国
土
の
復
興
と
国
民
の
生
命
財
産
を
地
震
や

風
火
水
害
等
か
ら
守
る
た
め
に
、
今
ま
で
の
警
防
団
を
解
消
し
、
新
た
に
市
町
村

消
防
団
が
組
織
さ
れ
た
。

初期の動力 消防ポンプ図6-61

本
村
に
お
い
て
も
昭
和
二
二
年
七

月
「
消
防
団
条
例
制
定
の
件
」
が
議

会
に
提
出
、
即
日
議
決
さ
れ
て
名
実

と
も
に
新
し
い
体
制
に
よ
る
自
治
消

防
へ
と
発
足
し
た
の
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
昭
和
二
四
年
四
月
「
南

箕
輪
村
消
防
関
係
条
例
制
定
の
件
」

が
議
会
に
上
程
さ
れ
、
即
日
議
決
に

な
り
い
っ
そ
う
の
充
実
を
み
た
の
で

あ
る
。
当
時
に
お
け
る
団
員
の
定
員

は
三
八
〇
名
で
、
内
訳

は
団
長
一

人
・
副
団
長
一
人
・
分
団
長
八
人
・

副
分
団
長
八
入
・
班
長
三
七
人
・
団

員
三
二
五
人
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
消

7 銘



第 ８節　生活 の近代化

防

委
員
会

が
設
置

さ
れ
、
村
会
議
員
よ
り
四
名
、
学
識
経
験
者

か
ら
四
名

の
計
八

名

が
こ
れ
に

な
り
、
消
防
団

の
運
営
に
関

す
る
諮
問
機
関

の
任
に

あ
た
っ
た

。

こ

の
よ
う
に
久
保
・
塩

ノ
井
・
北
殿
・
南
殿
・
田
畑
・
神
子
柴
・
大
泉
・
沢
尻

の
八
分
団
を
も

っ
て
組
織
化
さ
れ
た
本
村
消
防
団
も
、
時
代

の
推
移
に
と
も
な

い

消
防
力

の
科
学
化

―
機
械
化
・
近
代
化
・

ス
ピ
ー
ド
化
な
ど
近
代

消
防
へ
と
飛

躍

的
に
発
展
を
と
げ
て

い
っ
た
。
特
に
旧

来
か
ら
の
腕
用

ポ
ン
プ
か
ら
動
力

ポ
ン
プ

へ
さ
ら
に
自
動

車
ポ
ン
プ
へ
と
近
代
化

の
一
途
を
た
ど
り
、
村
民

の
消
防
力

の
充

実
に
対
す
る
関

心
も
い
っ
そ
う
高
ま
り
、
村

と
し
て
も
年

々
消
防
費

の
増
額
等
に

よ
り
消
防
行

政
も
ま
す
ま
す
発
展

を
続
け

て
い
っ
た
。
昭
和
二

二
年
本
村
消
防
団

に
自
動
車

ポ
ン
プ
が
初

め
て
入
り
、
こ

れ
が
北
殿
分
団
に
配
置
さ

れ
、
近
代
的
消

防
車
と
し

て
村
民

の
注
目

の
的
と
な
り
、
間
も
な
く
起
こ

っ
た
飯
田

市

の

大

火

（
昭
和
二
二
年
四
月
二
〇
日
）
に
出
動
し
、
そ

の
威
力
は
現

実
を
も

っ
て
村

民
に
示

図6-62　 最近におけ る自動車ポンプ 操法の訓練

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
以
後

各
分
団
と
も
自
動
車
ポ
ン
プ
の
導
入

に
力
を
入
れ
、
可
搬
ポ
ン
プ
自
動
車

を
含
め
て
全
分
団
に
自
動
車
ポ
ン
プ

が
配
備
さ
れ
る
に
至
り
、
こ
の
機
械

力
の
近
代
化
は
全
焼
火
災
を
年
々
減

少
へ
と
も
っ
て
い
っ
た
。

一
方
、
消
防
の
近
代
化
が
進
む
に

つ
れ
て
道
路
の
整
備
・
貯
水
池
の
適

正
配
置
、
消
火
栓
の
整
備
、
消
防
屯

所
の
新
改
築
等
着
々
と
進

め
ら
れ

た
。昭

和
四
八
年
広
域
消
防
発
足
と
と

も
に
本
村
も
伊
那
消
防
組
合
に
加
入

し
、
常
備
消
防
体
制
も
伊
那
消
防
署
の
管
轄
下
に
な
り
、
ま
す
ま
す
充
実
強
化
さ

れ
て
き
て
い
る
。

昭
和
五
三
年
一
一
月
一
九
日
、
自
治
体
消
防
制
度
三
〇
周
年
記
念
式
典
が
盛
大

に
行
な
わ
れ
た
。
式
典
に
先
立
ち
、
消
防
団
員
が
村
内
を
行
進
し
て
回
り
、
そ
の

整
然
た
る
偉
容
に
村
民
一
同
頼
も
し
さ
と
力
強
さ
に
拍
手
を
送
っ
た
も

の
だ
っ

た
。昭

和
五
三
年
現
在
の
消
防
力
は
次
表
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

表6-79　 昭 和53年 現在の消防力

団長 副団長 本部長
本部
班長

ラッパ
長

副ラッ
パ長

救護
班長

分団長 副分
団長

班長 部長 団員

１ １ １ １ １ １ １ ９ ９ 24 １ 180

二∧ 団員数
自動車

ポ ンプ

小型動力 ポン

プ(付積載車)
貯水槽 消 火 栓

第１分団

第２分団

第３分団

第４分団

第５分 団

第 ６分団

第 ７分団

第 ８分団

第 ９分団

第10部

29

20

29

29

25

29

25

20

17

4

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

７

５

６

１７

８

８

５

５

９

１

20

25
(中込を合む)

30

33

14

33

15

7

2

5

合　　　 計 227 ５ ６ 71 184
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第６章 村 の 発展

こ
の
三
〇
周
年
記
念
式
典
を
機
に
、
消
防
団
運
営
に
伴
う
機
構
改
革
の
機
運
が

高
ま
り
、
昭
和
五
三
年
消
防
委
員
会
に
こ
の
件
が
諮
問
さ
れ
、
そ
の
答
申
を
も
と

に
翌
五
四
年
四
月
一
日
よ
り
新
し
い
機
構
に
よ
る
消
防
団
が
発
足
し
た
。
団
員
の

数
も
こ
れ
に
よ
っ
て
、
昭
和
三
三
年
ご二

一
人
・
三
九
年
二
三
〇
人
が
二
〇
〇
名

の
五
分
団
に
統
一
さ
れ
た
。

表6-80　 昭和54年　 村消防団組織表

部

部

部

部

部

部

部

部

部

部

１
　

２
　

１
　

２
　

１
　

２
　

１
　

２
　

１
　
ｎ
乙

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一

１

１

１

－

１

一
　
　
　

一
　
　
　

一
　
　
　

一
　
　
　

一

団長一副団長一 本部長－

分 団 名 部　名 団員 数 地　　　 域

第１分団
第1 部
第2 部

23
18

久　　　　　　 保
塩　 ノ　井・中　込

第 ２分団 第1
部

第2 部
23
23

北　　　　　　 殿
南　　　　　　 殿

第 ３分団 聯 23
23

田　　　　　　 畑
神　　 子　　 柴

第 ４分団
第１部
第２部

18
15

沢　　　　　　 尻
南　　　　　　 原

第 ５分団
第１部
第２部

25

6
大　 泉・北　 原
大　　　　　　 芝

計 197 (皿大仁副)

こ
の
よ
う
に
、
消
防
組
織
の
拡
充
強
化
、
施
設
設
備
の
機
械
化
な
ら
び
に
近
代

化
、
消
防
技
術
の
向
上
、
村
民
の
防
火
防
災
思
想
の
普
及
徹
底
等
が
そ
れ
ぞ
れ
あ

い
ま
っ
て
近
代
消
防
の
目
覚
ま
し
い
発
展
を
み
た
の
で
あ
る
が
、
近
時
住
宅
の
急

増
・
人
口
の
増
加
・
工
場
の
進
出
等
に
よ
り
火
災
の
態
様
も
複
雑
多
岐
の
方
向
を

た
ど
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
現
今
で
あ
る
。
さ
ら
に
地
震
、
水
害
等
不
慮
の
発
生

も
絶
え
ず
念
頭
に
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
今
日
、
消
防
団
の
置
か
れ
て
い
る
使
命
は

重
か
つ
大
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

村内消防の状況表6-81

年　　 次

団

数

分

団

数

団

員

数

消

防

職

員

数

妄

動京

ブ

言

動ク

ブ

自

動

車

ポ

ン

プ

積

載

車

火　 件

災
発

生　 数

被

災

世

帯

数

焼

失

棟

数

焼損面積 損 害見積額(千 円)

一

般

(ｊ)

林

野

（ａ）

総

額

一

般

林

野一
般

林

野

昭和55年 １ ５ 200 - ５ - ４ ５ ５ - ３ ７ 845 - 35,646 35,646 -

56 １ ５ 200 - ５ - ４ ５ ５ １ ３ ８ 241 900 18,335 11,335 7,000

57 １ ５ 200 - ５ - ４ ５ ４ - ２ ５ 249 - 14,707 14,707 -

し
か
も
、
か
つ
て
の
農
村
に
お
け

る
若
者
の
よ
う
に
常
時
家
に
い
る
者

が
年
々
少
な
く
な
り
、
団
員
の
確
保

が
困
難
に
な
っ
た
。
し
か
し
団
員
は

団
員
と
し
て
教
養
訓
練
を
絶
え
ず
積

み
、
防
火
防
災
の
防
止
に
努
力
し
て

い
る
。
常
備
の
消
防
署
も
機
動
力
を

発
揮
し
て
村
民
の
生
命
財
産
を
守
っ

て
い
る
。
村
民
一
人
一
人
こ
れ
ら
に

こ
た
え
る
よ
う
一
致
協
力
し
て
火
災

を
出
さ
な
い
よ
う
心
掛
け
る
べ
き
で

あ
る
。

昭
和
五
五
～
五
七
年
の
村
内
消
防

の
状
況
は
表
６
－
8
1
の
よ
う
で

あ

る
。

≒
　
南
箕
輪
村
日
赤
奉
仕
団

婦
人
会
の
組
織
を
借
り
て
、
昭
和

五
五
年
一
〇
月
、
日
赤
奉
仕
団
が
本

格
的
に
行
動
を
開
始
を
し
た
。

日
赤
奉
仕
団
の
活
動
と
し
て
は
非

常
災
害
時
に
お
け
る
救
急
活
動
、
消

防
活
動
に
お
け
る
炊
き
出
し
、
お
に

ぎ
り
作
り
、
規
律
訓
練
、
日
赤
資
金

募
集
な
ど
で
、
同
年
六
月
に
は
団
服

が
全
員
に
支
給
さ
れ
、
そ
の
団
服
貸

与
式
が
行
な
わ
れ
た
。
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生活 の近 代化第8 節

日赤奉仕団団服貸与式記念（ 昭56）図6-63

ま
た
、
同
年
一
一
月
一
五
日
に
は

南
箕
輪
消
防
団
と
日
赤
奉
仕
団
の
秋

季
合
同
演
習
が
大
芝
グ
ラ
ン
ド
に
お

い
て
行
な
わ
れ
、
日
赤
奉
仕
団
の
出

席
者
は
班
長
以
上
で
そ
の
人
数
は
一

一
一
名
の
多
人
数
で
、
全
員
団
服
に

身
を
固
め
、
バ
ッ
ジ
を
つ
け
、
手
ぬ

ぐ
い
の
鉢
巻
を
し
て
三
角
布
を
持
つ

と
い
う
り
り
し
い
姿
で
訓
練
が
行
な

わ
れ
た
。
炊
き
出
し
、
お
に
ぎ
り
作

り
な
ど
も
行
な
っ
て
い
る
。

昭
和
五
七
年
二
月
に
は
、
中
込
奉

仕
団
の
発
会
式
が
行
な
わ
れ
、
村
奉

仕
団
に
入
団
し
た
。

目
　

駐
　

在
　

所

１
　

駐
在

所
の
誕
生

日
本

の
警
察
制
度
が
、
明
治
維
新
以
後
西
欧
諸
国

の
制
度
を
取
り
入
れ
て
、
近

代
化

へ
の
道

を
歩
み
出
し

だ
の
は
明
治
八
年
三
月

の
「
行
政
警
察
規
則
」

の
制
定

に

よ
る
も

の
と
言
え

る
。
こ

の
規
則
第
一
条
に
は
、
「
行
政
警
察
ノ
趣
意
ク
ル
人

民

ノ
兇
害
ヲ
予
防

シ
、
安
寧
ヲ
保
全

ス
ル
ニ
ア
リ
」
と
明
記
さ

れ
、
警
察

の
定
義

づ
け
が
さ
れ
て

い
る
。
（『
長
野
県
警
察
史
』
）

こ

の
規
則

の
発
布
に

よ
っ
て
、
中
箕
輪
村
に
松
島
屯
所
が
設
置
さ

れ
（
発
足
当
時

は
民
家
を
借
り
受
け
て
庁
舎
に
使
用
）
、

本
村
は
そ

の
管
轄
下
に
は

い
る
こ
と
に
な

っ

た
。
つ
づ

い
て
明
治

九
年
四
月
松
島
屯
所

は
筑
摩
県
第
四
警
察
出
張
所
に
昇
格
、

巡
査

の
人
数

も
増
員

さ
れ
、

わ
が
南
箕
輪
村

は
出
張
所
直
轄
に
な

っ
た

。

明
治

一
〇
年
に

は
、
伊
那
村
宇
坂
下
に
飯
田
警
察
署
伊
那
分
署
が
開
設

さ
れ
て

そ
の
管
轄
区
域
に
指
定

さ
れ
て

い
る
。
明
治
一
九
年

コ

ー月
に
な

っ
て
、
分
署
が

昇
格
し
て
伊
那
警
察
署
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
つ
づ

い
て
明
治
二
二
年
五
月

巡
査
受
持
規
定
に
よ
り
第
三
号
受
持
区
に
な

っ
た
。

そ

の
後
、
幾
た

び
か
の
移
り
変

わ
り
を
経
て
、
明
治
三
八
年
五
月
南
殿
地
区
旧

役
場
庁
舎
南
隣
り
の
民
家
を
借
り
受
け
庁
舎
に
あ
て
だ
が
、
同

年
村
有
建
物
に
移

転
し
、
昭
和

コ

ー年
ま
で
続

い
た
。

昭
和
八
年
六
月
第
九
号
南
箕
輪
村
受
持
区

に

変

更
、
昭
和

コ

ー年

七
月

南

殿

五
、
〇
一
一
番
地
の
一
地
籍

有

賀
光
則
所
有
）
に
新
し

い

駐
在
所
の
建
築

に

着

工
、
一
〇
月
二
〇
日
落
成
、
一
一
月
六
日
移
転
完
了
、
駐
在
所
業
務
を
開
始
し
て

い
る
。
こ
の
建
物
は
木
造
瓦
ぶ
き
平

屋
で
三
八
坪
あ
り
、
戦
中
、
戦
後
を
通
じ
、

約
四
七
年
間
に

わ
た
り
、
現
在
の
駐
在
所
に
移
転
新
築
さ
れ
る
ま
で
同

所
に
お

い

て
、
村
民
の
生
命
財
産
を
守
り
つ
づ
け
て
き
た
。
特
に
太
平

洋
戦
争
下

の
い
わ
ゆ

る
戦
時
体
制
下

に
お
け
る
駐
在
所
の
任
務
は
幅
が
広
く
、
軍

の
統
制
力

も
強
く
、

村
内
の
治
安
維
持
等
に
た

い
へ
ん
な
苦
労
を
重
ね
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
昭
和
二
〇
年
八
月
一
五
日
の
終
戦
以

来
、
終
戦
処
理
・
生
活
必
需

物
資
の

不

足
・
思
想
の
混
乱
等
…
…
９
:言察
制
度
の
改
革
と
あ
い
ま
っ
て
、

広
範
囲

に
わ
た

る
村
の
平

和
維
持
に
僥
か
一
名
の
駐
在
所
員
の
努
力
は
察

す
る
に
あ
ま
り
あ
る
も

の
が

あ
っ
た
。

２
　

新
警
察
制
度
の
発
足

昭
和
二
二
年
一
二
月
七
日
、
法
律
第
一
九
六
号
を
も
っ
て
新
警
察
法
が
制

定
公

布
さ
れ
、
翌
二
三
年
よ
り
画

期
的
な
機
構
改
革
が
行

な
わ
れ
て
国

家
警
察

と
自

治

体
警
察
の
二
制
度
が
誕
生
し
た
。
そ
し
て
同

年
三
月
七
日
よ
り
「
国

家
地
方
警
察

長
野
県
上
伊
那
地
区
警
察
署
第
六
号
南
箕
輪
村
巡
査
駐
在

所
」
と
呼

ば
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。

昭
和
二
七
年
四
月
一
日
は
管
轄
区
域
の
変
更
か
お
り
、
上
伊

那
地
区

警
察
署
が

伊
那
地
区
警
察
署
と
な
り
、
村
駐
在
所
は
第
一
三
号
南
箕
輪
村
受
持
区

に
変
更

、
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第 ６章 村 の 発 展

つ
づ
い
て
、
同
二
九
年
七
月
一
日
よ
り
現
行
警
察
法
が
施
行
さ
れ
、
新
た
に
県
警

伊
那
警
察
署
が
発
足
、
村
は
第
一
五
号
受
持
区
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
昭
和
四
四
年
四
月
一
日
受
持
区
の
再
編
成
に
よ
り
、
中
野
原
・
西
原
・

南
原
を
第
一
三
号
西
箕
輪
警
察
官
駐
在
所
に
、
沢
尻
を
駅
前
派
出
所
に
そ
れ
ぞ
れ

移
管
し
た
。
同
時
に
受
持
区
の
呼
称
を
第
七
号
所
管
と
し
た
。

昭
和
五
五
年
三
月
二
七
日
公
安
委
員
会
規
則
一
号
に
よ
り
、
南
箕
輪
村
警
察
官

駐
在
所
も
二
人
制
勤
務
と
な
り
、
人
口
の
増
加
・
交
通
量
の
増
加
等
に
対
応
で
き

る
よ
う
に
い
っ
そ
う
の
充
実
を
み
た
。
同
時
に
第
一
担
当
区
を
久
保
・
中
込
・
塩

ノ
井
・
北
殿
・
南
殿
及
び
北
原
に
、
第
二
担
当
区
を
田
畑
・
神
子
柴
・
沢
尻
・
南

原
・
大
芝
及
び
大
泉
と
し
た
。

こ
の
よ
う
に
駐
在
二
人
勤
務
に
よ
り
、
庁
舎
の
手
狭
と
老
朽
化
の
面
か
ら
新
築

の
件
が
持
ち
あ
が
り
、
昭
和
五
六
年
九
月
南
殿
区
山
崎
正
所
有
の
畑
四
八
八
〇
番

地
の
二
に
移
転
新
築
を
決
定
、
着
工
、
翌
五
七
年
三
月
二
〇
日
落
成
、
二
三
日
に

移
転
し
て
執
務
を
開
始
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

駐
在
所
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
長
野
県
警
察
重
点
目
標

・
基
本

方
針

Ｏ

Ｂ

Ｈ

標

安
全
と
平
穏

な
県
民
生
活

を
守

る
警
察
活
動

の
推
進

１
少
年
非
行

の
防
止

２
交
通
死
亡
事
故

の
抑
止

３
兇
悪
犯
・
窃
盗
犯

の
予
防
と
検
挙

４
暴
力
団
犯
罪

の
検
挙

（
駐
在
所
文
書
）

３
　

犯
罪
を
防
止
し
平
和
な
村
に

田
　

交
通
安
全
指
導

緑
と
豊

か
な
自
然
に
恵
ま

れ
た
わ
が
村
も
、
近
時
工
場

の
進
出
等

に

と

も

な

い
、
人
口

の
増
加
が
極
め
て
著
し

い
。
伊
那
市
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
化
し
た
現

在
、

複
雑
な
社
会
情
勢
・
経
済
状
勢
と

が
ら
ん
で
、

い
ろ

い
ろ
な
問
題
を
は
ら
ん
で
来

て
い
る
。

そ
の
第
一
は
交
通
事
故
の
増
加
で
あ
る
。
中
央
自
動
車
道
の
開
通
・
道
路
網
の

拡
充
・
車
輛
の
増
加
等
い
ろ
い
ろ
な
面
か
ら
考
え
ら
れ
る
が
、
交
通
事
故
の
防
止

は
緊
急
な
課
題
で
あ
る
。
昭
和
三
二
年
有
志
に
よ
る
「
交
徳
会
」
が
発
足
し
、
自

主
活
動
に
よ
っ
て
こ
れ
が
防
止
に
つ
と
め
て
き
た
が
、
同
三
四
年
こ
ろ
全
戸
加
入

に
よ
る
安
全
協
会
が
、
続
い
て
同
四
九
年
南
箕
輪
村
交
通
安
全
協
会
が
組
織
化
さ

れ
、
警
察
の
指
導
の
も
と
、
積
極
的
な
活
動
を
し
て
効
果
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
の

目
的
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

①
交
通
安
全
の
研
究
、
施
設
お
よ
び
こ
の
実
践
活
動
に
関
す
る
各
種
の
事
業

②
交
通
安
全
指
導
者
の
指
導
養
成

㈲
交
通
事
故
の
原
因
探
究
と
そ
の
防
止
の
資
料
策
定
配
布

㈲
一
般
へ
の
交
通
安
全
指
導
啓
発

㈲
会
員
相
互
の
連
絡
協
調

㈲
表
彰
及
び
弔
慰

⑦
婦
入
部
活
動
の
推
進

㈲
そ
の
他
　
必
要
と
認
め
る
事
項
及
び
伊
那
交
通
安
全
協
会
で
実
施
す
る
事
業

最
近
に
お
け
る
交
通
事
故
の
発
生
状
況
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

表6-82　村内及び伊那署管内の交通事

故 発生件数

（　 ）内伊那署管内

二 紘 死 者 傷　者

年

55

件
43

(389)

人
2

(8)

人
57

(474)

56
39

(438)
1

(9)
63

(551)

57
42

(378)
0

(6)
55

(471)

58
30

(327)
２
㈲

34
(407)

59
49

(330)
0

(5)
65

(419)

(伊那警察署資料による)
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生活 の近代化第8 節

㈲
　

少
年

非
行
防
止

少
年
非
行

の
低
年
令
化
・
集
団
化
・
万
引

の
増
加
・

シ
ン
ナ

ー
等

の
乱
用

・
飲

酒
喫
煙

の
増
加
等
が

さ
か
ん
に
言

わ
れ
、
大
き
な
社
会
問
題
に
な

っ
て

い
る

。
さ

い
わ
い
に
し
て
現
在
本
村
に
お

い
て
は
顕

著
な
事
例
は
現
れ
て

は
い

な

い

が
、

「
防
犯

い
な
」

の
統
計
資
料
に
よ
る
と
、
昭
和
五
八
・
五
九
年
度
は
次
の
よ
う
に

な

っ
て

い
る
。

83　少年非行の 発生件数表6

ノ ル
叉

内南箕輪村（居住地）

凶
悪
犯

粗
暴
犯

窃

盗

知
能
犯

風
俗
犯

そ

の他

年
58

人
157 ０ ０ ７ ２ １ ０

年
59

人
155 ０ １ ９ ０ ０ １

備考

発生比率

伊那署管内の合 計に対する

南箕輪村の率

157 年度　5,7 ％

58年度　6.4 ％

59年度　7.1 ％

本
村
は
「
青
少
年
健
全
育
成
推
進
の
村
」
を
宵
言
し
、
駐
在
所
、
青
少
年
健
全

育
成
協
議
会

冗
節
社
会
教
育
参
照
）
等
協
力
し
て
非
行
防
止
に
努
力
し
て
い
る
。

㈲

犯

罪

防

止

駐
在
所
二
名
の
警
察
官
は
本
署
と
緊
密
な
連
絡
を
と
り
あ
い
、
村
民
の
生
命
財

産
の
保
護
・
交
通
事
故
の
防
止
・
犯
罪
の
予
防
等
に
日
夜
献
身
的
な
活
動
を
続
け

て
い
る
。
村
民
に
親
し
ま
れ
る
駐
在
所
と
し
て
重
要
な
存
在
に
な
っ
て
い
る
。

交
通
安
全
協
会
・
防
犯
協
会
・
駐
在
所
連
名
で
、
毎
月
定
期
的
に
発
行
し
て
い

る
防
犯
ニ
ュ
ー
ス
「
道
し
る
べ
」
は
、
手
書
き
で
カ
ッ
ト
も
あ
り
、「
わ
か
り
や

す
く
有
益
」
と
村
民
に
評
判
も
よ
く
親
し
ま
れ
て
い
る
。

南

箕

輪

村

防

犯

協

会

会

則

も
昭

和

五

二
年

に

整

備

制

定

さ

れ
、

防

犯

協

会

が

犯

罪

の
防

止
等

へ
積

極

的

に

取

り
組

ん
で

い

る

。
各

区

に

は

会

長

（
村
長
）

の
委

嘱

を
受

け

た
防

犯

指

導

員

が
置

か

れ
、

区

の
自

主

防

犯

活

動

の
中

核

と

し

て

活

動

を

し

て

い
る

。

○
南
箕
輪
村
防
犯
協
会

々
則

（
抜
粋
）

倒
目
的
　

本
会

は
犯
罪
を
予
防
し
、
犯
罪

の
な

い
社
会
を

つ
く

る
こ
と
を
理
想
と
し
、
村

民

の
防
犯
思
想
を
高
楊
し
、
も

っ
て
明

る
い
社
会
の
実
現
を
期
し
、
積
極
的
に

活
動
す

る
こ

と
を
目
的
と
す

る
。

○

事
業
　

本
会

の
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
次

の
事
業
を
行
な
う
。

①
防
犯
対
策

の
調
査
研
究
　
　
　

②
防
犯
宣
伝

⑧
防
犯
施
設

の
強
化
拡
充

④
関
係
機
関
団
体
と

の
連
絡
協
調

⑤
青
少
年

の
健
全
育
成
並
び
に
非
行
防
止

⑥
優
良
防
犯
団
体
、
防
犯
功
労
者
の
表
彰

①
そ

の
他
協
会

の
目
的
達
成
の
た
め
必
要

と
認
め
る
事
項

（

役

場

文

書

）

二
　

保

健

衛

生

Ｈ
　
村
の
保
健
衛
生

明
治
年
間
の
衛
生
行
政
は
国
、
県
、
郡
、
町
村
の
基
本
路
線
が
と
と
の
い
、
南

箕
輪
村
に
お
い
て
も
、
県
冲
郡
長
よ
り
の
指
令
が
戸
長
を
中
心
に
村
の
衛
生
委
員

の
活
動
に
よ
っ
て
確
実
に
遂
行
さ
れ
て
い
っ
た
。
明
治
二
〇
年
の
天
然
痘
の
流
行

は
県
下
に
も
大
量
の
死
者
を
出
し
た
の
で
、
そ
の
防
疫
の
た
め
の
諸
施
策
が
講
じ

ら
れ
た
。

明
治
四
一
年
に
設
置
さ
れ
た
連
合
衛
生
組
合
は
村
行
政

の
保
健
衛
生

を
担
当

し
、
明
治
後
期
か
ら
大
正
、
昭
和
に
か
け
て
、
そ
の
任
は
重
く
、
業
績
も
顕
著
な
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も

の
が

あ

っ

た

。

大

正

期

に

は

肺

結

核

が

多

発

し

、

国

家

的

な

社

会

問

題

と

な

り

、

大

正

八

年

に

は
現

行

の
結

核

予

防

法

が

公

布

さ

れ

た

。

ま

た

、

各

種

伝

染

病

も

依

然

と

し

て

猛

威

を

ふ

る

い
、

村

民

の
衛

生

思

想

の
向

上

は

村

行

政

の
重

要

施

策

と

し

て

村

民

の

施

政

方

針

に

も

取

り

あ

げ

ら

れ

た

。

大

正

八

年

、

南

箕

輪

村

村

長

施

政

方

針

の

コ

ニ
に

衛

生

思

想

の
向

上

と

し

て

「
公
衆
衛
生

の
向
上
を
図
り
、
伝
染
病
を
絶
無
な
ら
し
む

る
は
、
ま
さ
に
村

経
済
の
み
な

ら

ず
各
人

の
幸
福
を
増
進
す

る
ゆ
え
ん
に
し
て
、
進
ん
で
は
、
村
民
各
自
を
し
て
保
健
衛

生
に
留
意
す

る
に
至
ら
し
め
ざ

る
べ
か
ら
ず
。
こ
の
目
的
を
達
す
る
に
は
、
衛

生
組

合
の

活
動
に
待
つ
こ
と
多
く
、
数

年
来
不

注
意
な
る
患
者

の
突
発
あ
り
し
も
、
他

に
伝
染

せ
し

め
ざ
り
し
は
、
衛
生
組
合

の
尽
力
に
し
て
、
ま
す
ま
す
、
同

組
合
の
発
達
を
望
む
こ
と
切

な
り
」
と
あ

る
。

大
正
一
五
年
村

施
政
方
針
の
七
に
保
健
衛
生

に
関
し
て
、
「
衛

生
保
健

は
民

族
の
発
展

、

人
類
の
福
利
を
増
進
す
る
根
源
で
あ
り
ま
す
。
幸
い
に
本
村
に
は
数
年
間
、
伝
染

病
患
者

を
出
さ
な
い
が
、
進
ん
で
衛

生
保
健
に
留
意
せ
ら
れ
、
自
己

生
命

の

長

寿
、
子
孫

の

繁

栄
、
民
族
の
発
展
を
図

ら
れ
ん
こ
と
を
望
み
ま
す
」
と

あ

る

。

昭

和

初

期

に

お

け

る

村

民

の

衛

生

思

想

の

向

上

や

保

健

衛

生

諸

施

策

の

推

進

は

連

合

衛

生

組

合

を

中

心

に

各
区

ご

と

に

設

け

ら

れ

た
衛

生

組

合

に

よ

っ
て

行

な

わ

表
6
1
8
4
　伝
染
病
罹
感
数
お
よ
び
種
痘
接
種
状
況

れ

た

。

昭

和

二

年

の
事

業

報

告

に

よ

る

と

″
例
年

の
如
く
衛
生

小
組

合
を
督
励

し
、
春
秋
二
期
清
潔
法
施
行
せ
り
。
一
般
衛
生
思

想
向
上
の
た
め
、
良
成
績

に
て
未
済

者
は
き
わ
め
て
少
数
に

な
る
に
至

れ
り
″

と

あ

る

。

１
　

伝

染

病

予

防

対

策

と

治
療

明

治

コ

二
年

、
伝

染

病
予

防

規
則

が
公

布

さ

れ
、

六
種

の
法

定

伝

染
病

が
定

め

ら

れ

た

。
明

治

一

九

年

か

ら

二
〇

年

に

か

け

て
、

コ

レ
ラ

や

天

然

痘

が

全
国

に

大

流
行

し

、

さ

ら

に

他

の
法

定
伝

染

病

患

者

の
数

も
多

く
、

住

民

の

生
活

を

お

び
や

か

し

て

い
た

わ

け

で

あ

る

が

、
明

治

二
（

年

か

ら

の
村

内

伝

染
病

発

生

と
種

痘

の

実

施

状
況

を
示

し

た

も

の

が

表
６
－
8
4
で

あ

る

。

明

治

一

四

年

、

郡
医

が
公

選

制

と

な

り

郡
医

選
出

区

画

に

つ

い

て

み

る

と
、

南

箕

輪

は

第

３
区

画

で

六

か
村

、

二

六

八

五
戸

で

あ

り

、

上

伊

那

郡

全

体

は

七
区

画

、

七

名

の

郡
医

が

い
た

わ

け

で

あ

る

。

ま

た
、

南

箕

輪

村

を
実

際

に

受

け
持

っ

た

の

は

、
福

島

村

の

小
平

硯

で

あ

っ
た

。

明

治

二
（

半

の
記

録

に

よ

る

と
、

上

伊

那
郡

下

の
衛

生

委
員

は
公

選

さ

れ
、

大

き

な

権

限

を

も

っ

て

い
た

が
、

郡
医

と

共

に
、

伝

染
病

の
予

防

は
最

も
重

要

な
仕

事

で

あ

っ

た

。

（
役
場
事
務
報
告
よ
り
作
成
）

明

治

一 一 一 一 一一
〇 九 八 七 六

年

次

二 五　　　 四 人 慧 腸チ

フ
ス一　　　　　　二 人

死
亡

人 添 赤

痢
人

死
亡

人
腹 卜ラ

ホｌ

ム

人 靉ヤジ

フ
テ
リ人

死
亡

九 八 八　 人

七 六 五
玉 八 二

人

春

季
種

痘

接

種

状

況

秋

季

五
三　　 六
七　　 七　　人

蕊
五
七

○　　　　　人

ﾙU

感

人

猶ｦ年

二　　　 未
一 μ　μ 種

年　　　 疸
Ｓ
一　　 －

一 一 一一　　 一
五

〇 六 八

年 二 八 八
記　　　 人

録
不
明

備

考
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昭 昭　　　　　　　　　　　 大　　　 大
和 和　　　　　　　　　　　　　 正　　　　 正 一 一 一 一 一 一 一 一

六 五 四 三 二　
玉 高 三 ⊇ 二 石j

九 八 七 六 五 四 三 二
元 回　 回　　

ツ プでjG ﾌﾞﾐ函 三 仁
子

一

一

一 一

四
ノベ ‾

一 一

-
-

一
一一

一
一

一

一

一

一

一

九 二

二 五

一

一 一　 三　　　　　 一 一 一 一 一 二 二 二 二 一 二　 三
三 三 一　 一　　　　　 三 七 一 〇 〇 八 三 四 六 八 八　 一

四　 〇 ニ ー　 ○　　　　　 九 一 五 三 九 六 〇 〇 五 〇 八　 九

一全 一
八 一員 八
ニ ー　 五

一

一
一

一

-

乙-
ﾉ ゝ　 ‾ ，

-

第　 二 時

一 一 一 一　　 一　　　　　 一　　　　　 一 一 一 一 一 一 一 一　 九 大　　　　 二 二 七 二 四

二 ニ ニ ー 九　 二　　　　　 一　　　　 ？ ニ ー ニ 四 七 六 三 期　 ○ 種 九　　 七 六 五 二 〇

六 五 四 三 八　 〇　　　　　 二　　　　　 一 九 一 一 八 二 三 ‾　 二 痘 七 一 二 七 一 〇 九 五．
一 一一

第　　　　 二 五
一

〇 〇 〇 三 二　 七　　　　　 九　　　　 ？ 七 七 六 八 三 二 三 期　 九 五　　 六 三 三　 玉

九 七 三 五 二　 八　　　　　 六　　　　　 七 八 一 八 二 四 三 一　 二 四　　　 八 四 七　 玉
一 一‥

一 一 一 一 一　 一 一 二　 一 一 一 一 一 一 一 一　 一 一 一 一
九 七 七 六 二　 七 七 〇 七 五 一 三 四 三 三 三 三 九 一 四 八 〇

八 四 四 二 二　 〇 一 一 二 五 六 九 六 一 七 〇 五 二 〇 八 六 三__
一　 一　　 一 一　　　　　　 一

三 五 四 八 八　　 二 二 二 八 九 一 七 六 五 六 五 九 一 六　 九

七 四 三 六 二　 九 〇 八 〇 八 二 五 一 二 七 八 四 七 九 二 〇 八

一 一　 一

四 五 〇 七　 九

繩
取
紙
共
同
購
入

同

7７1

接
客
業
者
、
工
場
従
業
者
　

壮
丁
、
小
学
校
児
童
検
診

ト
ラ

ホ
ー
ム
全
村
民
二
三
九

六
検
診

法
定
春
秋
二
期
の
外
臨
時
種
痘
一
五
〇
〇

人
実
施

同
　

一
〇
四
六
人

臨
時
種
痘
法
令
該
当
ノ
年
齢
者
ヲ
除
ク
外
全
部

二
対
シ
施
行
セ
リ

ト
ラ
ホ

ー
ム
予
防
法
施
行

ト
ラ

ホ
ー
ム
施
行
規
則
改
正
治
療
券
ニ
ョ
ッ
テ
治
癒

セ

シ
モ
ノ

ー
ニ

ー

ト
ラ

ホ
ー
ム
は
全
住
民
検
診

ト
ラ

ホ
ー
ム
は
コ

エ
六
九
名
検
診

ト
ラ

ホ
ー
ム
は
八

七
六
名
検
診

ト
ラ

ホ
ー
ム
は
二
七
一
名
検
診

ト
ラ

ホ
ー
ム
高
率
町
村

二
指
定
サ
ル

（
人
数
合
ワ
ズ
ー
報
告
書
ノ

マ
マ
）

同
　

右

種
痘
法
改
正
春
季

秋
季

を
一
期

二
期

と
改

め
る

一一
七 〇 八

三 八 一詰 草　詐 言]ﾋﾞｿぐご

⊇雛　
八

二 三]?万E‾

三蓉ｽﾞﾐ　ﾆ七八二九八
一
一
五
　

不
善
感
三
〇
、
再
疸
善
感
一
九
七

四
三
　
不

善
感
　

三

、
再
疸
善
感
　
　

三

疸
善
感

二
（

六
　
不

善
感
一
八
八
三

於

て

疸
善
感
○
　

不
善

村
内
四
回
消
毒
隔
離
病
舎
へ
収
容
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一
〇 九 八 七

三 二

一

四
一-

一

一

一
四

三

一

四

四

一

五

四

一

一

五

一 一 一一

一 一 二 〇

五 四 〇 五

一 一　 一一
一 一　 一〇 〇 九 一

二 四 八 〇

二 六 五 三

∧ 四 九 五

ｍ
　

コ

レ

ラ

予

防

明

治

一
〇

年

、

中

国

よ
リ

コ

レ
ラ

が
日

本

に

侵

入

し

て
大

流

行

し

た

。
江

戸

時

代

に

続

い
て
、

明

治

、

大

正

、

昭

和

初

年

に

か
け

て
何

度

か
流

行

を

く

り
返

し

て

い

る

。

コ

レ
ラ

に

つ

い

て
穂

高

孫

三

郎

の
日

記

に

次

の
よ

う

に

記

し

て

い
る

。

明
治

コ

ー年

八
月
、
中
安
曇
郡
辺
に

コ
レ
ラ
病
流
行
相
成
り
候
に
付
き
、
上
伊
那
郡
役

所
に
て
各
社

戸
長
会
議
し
、
当
郡
内
に
て
予
防
金
千
円
を
募
り
九
か
所
の
入
口
に
巡
査
出

張
し
予
防
薬
を
各
人
員
に
施
行
す

る
。
此
の
予
防
金
、
南
箕
輪
村
出
金
の
分
三
七
円

七
二

銭
五
厘

（
塩
ノ
井
大

東
文
書
）

右

の

よ

う

な

予

防

に

よ

り
本

村

に

は

幸

い

侵

入

し

な

か

っ

た

も

の

か
罹

患
に

つ

い
て

の
記

録

は

な

い
。

②
　

天

然

痘

予

防
丿

種

痘

の

実

施

天
然
痘

は
疸
諧

ま
た
は
庖
療
と

い
っ
て
、
特
異
な
熱
型
と
発
疹
を
呈
し
死
亡
率

も
高
く
、
全
快
し
て
も
あ
ば
た
を
残
す
悪
性
な
急
性
伝
染
病
で
非
常
に
お
そ
れ
ら

れ
た
病
気
で
あ
っ
た
。

一
七
九
八
年
、
ジ
ェ
ン
ナ
ー
の
発
見
し
た
種
痘
の
普
及
に
よ
っ
て
そ
の
流
行
は

急
速
に
減
少
し
た
。
日
本
で
は
明
治
初
年
に
こ
の
方
法
が
輸
入
さ
れ
、
明
治
七
年

一
〇
月
、
種
痘
規
則
が
公
布
さ
れ
、
予
防
接
種
の
制
が
開
か
れ
た
が
一
般
に
は
な

か
な
か
普
及
さ
れ
な
か
っ
た
。
明
治
一
八
年
に
は
種
痘
法
が
制
定
さ
れ
、
県
で
は

種
痘
普
及
協
議
の
た
め
各
郡
に
御
用
係
を
巡
回
さ
せ
た
。

明
治
一
八
年
二
月
二
三
日
に
郡
長
か
ら
次
の
趣
旨
の
通
達
が
戸
長
役
場
衛
生
委

九 七 三

こ

の
年
以
降
ト
ラ
ホ
ー
ム
に
関
す
る
報

告
な
し

員

あ

て

に

出

さ

れ

て

い
る

。

通
　

達

西
筑
摩
郡
奈
良
川
村
に
天
然
痘

が
発
生
し
た
。
今

の
と
こ
ろ
患
者
が
二
名
あ
る
。
当
郡

下
に
も
伝
播

の
心
配
が
あ

る
か
ら
、
さ
き
に
達
し
た
予
防
方
法
手
続
き
を
し
て
、
至
急
予

防
接
種
が
行
き
届
く
よ
う
取
り
計
う
こ
と
（
概
要
）

（
役
場

文
書
）

ま

た

、

明

治

二

〇

年

に

も

次

の
通

達

が

出

さ

れ

て

い
る

。

通
　

達

本
郡
、
藤

沢
村
に
天

然
痘

が
発

生
し
た
。
そ
こ
で
普
及
種
痘
を
す

る
よ
う
其

の
筋
か
ら

の
通
達
が
あ
っ
た
。
来

る
三

目
、
北
原
耕
地
倉
田
十
郎
方
で
、
初
痘
は
も
ち
ろ
ん
悪
上
種

と
も
も
れ
な
く
種
痘
を
実
施
す

る
よ
う
通
達
す

る
。
初
痘
は
金
八
分
悪
上
種
は
金
四
分
を

医
師
に

納
め
る
こ
と

。
赤
貧
に
て
種
痘
料

の
払
え
な
い
者
は
戸
長
役
場
へ
願
い
出

よ
。
事

情
に
よ

っ
て

は
代
納
す

る
。

種
痘
後
五
年
以
内
の
者
は
接
種
に
及
ば
ず
。

種

痘
不

接

種

に

つ

い
て
、

明

治

二
〇

年

に

左

の

よ

う
に

通

知

し

て

い

る

。

左
記
の
者
は
宗
族
と
も
春
季

種
痘

を
怠
り
、
且

つ
何
等
届
出
無
し
、
直
ち
に
告
発

の
手

続
き
を
な
す
べ
き
だ
が
、
事
前
に

一
応
話
し

た
い
こ

と
が

あ
る
の
で
四
月
一
日
九
時
役
場

に

出
仕
せ
よ
。

（
役
場
文
書
）

こ

の

よ

う
に

種

痘

を

真

剣

に

す

す

め
て

い
る

が

、

な

お

種

痘

に

応

じ

な

い
も

の

が

あ

っ

た

の
で

あ

る

。

明

治

二

五

年

の
事

務

報

告

に

よ

る

と

、
「

種

痘
（

秋
季

二
於

テ

施

種

セ

シ

ト

イ

ェ

ド

モ

ソ

ノ

応

ズ

ル

モ

ノ

十

分

ノ

コ

ー
過

ギ

ズ

、

実

二
父

兄

ノ
意

ヲ

コ

コ

ニ
注

が

ZZ2
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ザ

ル
「

本
村

衛

生

ノ

ー
欠

点

卜
言

ワ

ザ

ル

ヲ
得

ズ
」

と

衛

生

委
員

が
慨

嘆

し

て

い

春

秋

の
定

期

の
種

痘

接

種

に

つ

い

て

は
、

次

の
よ

う

な

通

知

が

出

て

い

る

。

本
県
訓
令
第

七
二
号
種
痘
法
施
行
規
則
第

一
一
条
に
よ
り
大
正
六
年
度
秋
季
種
痘
を
本

月
二
四
目
、
午
前
一
〇
時
を
期
し
、
本
村
小
学
校
に
於

い
て
施
行
侠
条
、
別
紙
、
人
名
保

護
者
に
受
検
す

る
よ
う
厳
重
御
注
意
相
成
り
度
く
此
の
段
御
願
い
候
也

大
正
六
年
十
二
月
二
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

南
箕
輪
村
役
揚

各
区
長
連
合
衛

生
組
合
長
殿

（
役
場
文
書
）

明

治

二

八

年

の

予

防

接

種

法

に

よ

る

と

次

の

よ

う

に

三

回

の
定

期

種

痘

が

義

務

づ

け

ら

れ

て

い
た

。

生

後

二

か

月

～

一

二

か

月

（
第

一
期
）
、

小

学

校

入

学
以

前

六

か

月
以

内

（
第

二
期
）
、

小

学

校

卒
業

前

六

か

月
以

内

（
第

三
期
）
、

こ

の

よ

う

な
定

期

種
痘

の

ほ

か

流
行

の

お

そ

れ

の

あ

る

と

き

は

臨
時

種

痘

を
実

施

し

た

。

ま

た
、

こ

の

よ

う

に
予

防

接

種

が

徹
底

さ

れ

て

も
外

国

旅
行

か

ら
帰

っ

た

人

の
中

に

と

き

に

発

病

す

る

も

の

が

あ

っ

た

。
し

か
し

、

し

だ

い
に

減

少

し

、

つ

い
に

発

病

の
危

険

が

な

く

な

り
、

昭

和

五

一
年

に

は
世

界

天

然

痘

終

息

宣

言

が

出

さ

れ
、

種

痘

接

種

は
行

な

わ

れ
な

く
な

っ

た

。

㈲
　

腸

チ

フ

ス

の

予

防

と

治

療

明

治

二

一
年

、

上

伊

那

郡

長

よ

り

南

箕

輪

村

長

あ

て

、

腸

チ

フ

ス
に

つ

い
て

次

の
よ

う

な

訓

示

が

出

さ

れ

て

い
る

。

腸
チ
フ
ス
病
の
義
に
つ
い
て
本
年

九
月
、
本
県
第
二
号
告

諭
及
び
第
二
三
四

号
訓

令
相

成
り
候
所
、
該
病
た
る
や
他
に
原
因

す
る
も
の
あ
り
と
い
え

ど
も
、
多
く
は
飲
用

水
の
不

良
に
帰

し
候
儀
に

て
、
山
間
僻
地
に
至
り
て
は
、
水
質

の
良
否
を
問
わ
ず
従
来
の
習
用

に

よ
り
不

潔
な
る
を
も
顧
み
ず
、
飲
用

に
供
す
る
も
の
往
々
之
有
り
。
そ
も
そ
も
永
は
人
生

一
日

も
欠
く
べ
が
ら
ざ
る
も
の
に
て
、
ひ
と
り
該
病
の
み
に
限
ら
ず
百

般
の
病
も
、
飲
用

水

に
関
係

す
る
も
の
な
れ
ば
、

よ
ろ
し

く
こ

れ
を
尉
用
せ

ざ
る
べ
か
ら
ず
。

つ
い
て

は
、
そ

の
部
内
に

お
い
て
井
水
を
用

い
ず
停
滞
瀦
溜
の
汚

水
を
用
い
る
村
落
に

於
て

は
よ
く
そ

の
利
害
を
懇
諭
し
、
漸
次
井

戸
を
荊
た
し
め
、
精
良

の
水

を
用

い
侠

様
尽

力

す
べ
し

。
井
水

と
い
え

ど
も
分
析
せ

ざ
れ
ば
そ

の
良
否
は
判
明
な
ら
ざ
る
儀
に
侠
え
ど

も
、
他

の
汚
水
に
比
す

れ
ば
、
先

ず
善
良

な
る
も

の
と
言
わ
ざ

る
を
得
ず
、
井
戸
を
穿

つ

に

つ
い
て

は
、
一
時
巨
費
を
要
す

る
も
、
同
心
戮
力
す
る
と
き
は
、
あ
え
て
難
事
に
あ
ら

ざ
る
べ
し

。
眼
前

の
小
害
を
捨
て
、
将
来

の
大
利
に

つ
く
意
を
速
や
か
に
挙
行

せ
し
む
べ

し
。
右
訓
示
す
。

明
治
二
一
年
一
〇
月
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
伊

那
郡
長
　

金
井

清
志

南
箕
輪
世

戸
長
高
木
械
三
殿

（
役
場
文
書
）

腸

チ

フ

ス

の
罹

感
者

は
明

治

初
年

か

ら

の
記

録

に

残

り
、

死

亡

者

も

多

く

出

た

。

そ

こ

で
郡

長

の
訓

示

と

な

っ

て

広

く
全

郡

に

井

戸

を
穿

ち
井

水

を

用

い

る
こ

と

の
大

利

を
説

く
結

果

と

な

っ

た

。

南

箕

輪

村

で

も

明

治

か

ら
大

正

初

年

に

か
け

て

は

あ

る

周

期

を

も

っ
て

発

生

し

、

大

正

一
〇

年

の
大

量

発

生

を

ピ

ー

ク
に

下

火

に

な

っ

た

か
に

見

え

た

が

昭

和

九

年

に

至

っ
て

再

び
発

生

し

た

。

昭

和

四

年

の
郡

役

所

へ

の
事

務

報

告

に

よ

れ

ば

、

「

四

月

以

来

郡

内

各

所

に

腸

チ

フ

ス
患

者

の
発

生

、

恐

慌

を

き

た

せ

し

に

よ

り

衛

生

組

合

を

督

励

し

、

衛

生

ポ

ス

タ
ー

を

配

布

し

、

大

い
に

そ

の

予

防

に

努

力

せ

り

。」

と

あ

宍

衛

生
組

合

を

中

心

と

し

た

取

り

組

み

が

わ

か

る

。

ま

た

、

昭

和

一

五

年

に

は
大

泉

に

腸

チ

フ

ス

が

発

生

し

、

上

諏

訪

警

察

署

の

通

報

に

よ

り

患

家
及

び
付

近

の

消

毒

が

な

さ

れ

た

記

録

が

あ

り

、
以

後

二
（

年

・

一

七

年

・

一

八
年

と
連

続

し

て
発

生

を

み

た

。

と

く

に

、

一

七

年

に

は

久

保

に

四

名

の

患

者

が
出

て
、

消

毒
、

予

防

注

射

な

ど

で
大

変

で

あ

っ
た

。

㈲
　

赤

痢

予

防

対

策

明

治

三

〇

年

二

月

県
下

に

赤

痢

流

行

、

県

は
郡

長

、

郡

書

記

、

警

部

を

検

疫

ZＨ
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官
、

検

疫

委
員

に

任

命

。

九
月

一
四

日
県

は
、

赤

痢

ま

ん

延
に

つ

い

て
告

諭

を
出

す

。
（
一
月
一
日
よ
り
県
内
総
数

三
二
〇

二
名
う
ち
死
亡

五
五

八

名

「

九
月
二
一
日
調
」
）

同

月
赤

痢

流
行

の

た

め
、

県

は
町

村

に

も
伝

染

病

予

防

委

員

を
任

命

態

勢

を
整

え

た

。こ

の
年

の
赤

痢

患

者
本

県

は

全
国

第

七
位

。

こ

の
年

本

村

の
赤

痢

患
者

は
表

６
－
8
4
の
と

お

り
患

者

数

三

二
、

内

死

亡

者

五

で
本

村

も

ま

た
赤

痢

流

行

の
渦

中

に

あ

っ
た

。

明

治

三

八
年

赤

痢

流

行

の
状

況

に

つ

い

て
役

場

の
事

務

報

告

に

は
次

の

よ

う
に

述

べ

て

い
る

。

明
治

三
八
年

八
月

二
三

日
医

師
原
参
三

ヨ
リ
大

泉

二
二
名

ノ
赤
痢
擬
似
症
届
出
ト

ナ
ル

ヤ
、
翌
二
四

日
南
殿
ノ
三

名
赤
痢
患
者
届

出
ト
ナ
リ
、
マ
ス
マ
ス
大
泉
南
殿

二
於
テ
蔓

延
猛

射

ヲ
極

ム
ル
兆
候

二
付

キ
、
各
部
落

衛
生
組
合
長

ヲ
シ
テ
予
防
注
意

ヲ
厳

重
ナ
ラ

シ
ム
ル

ト
同
時

二
、
大
清

潔
ヲ
施

行
セ
シ
メ
、
一
方

二
急
施

ヲ
以
テ
村
会

ヲ
開
設
、
伝
染
病
予
防

委
員
及

ビ
役
場
吏
員
、
警
察
官
吏

ノ
熱

心
ナ
ル
尽
カ

ユ
依

り
漸
ク
ニ
シ
テ
隔
離
病
舎
開
舎

ノ
運
ビ
ニ
至

リ
、
患
者

ヲ
収
容

シ
ク
リ
。
之

レ
ガ
事
務
員
ト

シ
テ
書
記
松
沢
勝
守
其
ノ
事

務

ヲ
執

リ
、
担
当
医
ト

シ
テ
原
参
三

ヲ
雇

イ
予
防
委
員
、
村
長
、
助
役
及

ビ
書
記
（

交
替

ヲ
以

テ
之
レ
ガ
監
督
ヲ

ナ
シ
、
患
家

ヘ
（

係
書
記
、
巡
査
、
検
疫
委
員
出
張

シ
、
交
通
遮

断
及

ビ
消
毒
等

二
従

事
セ
シ
ム
。
連
日

ニ
シ
テ
患
者

六
名
ヲ
発
出

シ
、
ナ

オ
蔓
延

ス
ル
ノ

傾

向
ナ
リ
シ
モ
予
防

委
員

、
事
務
委
員

ノ
事
務
熱

心
卜
其

ノ
他
書
記
、
助
役
、
村
長
監
督

周

到
卜
医

師
ノ
尽
カ

ト
ニ
依

り
九
月

二
六
日
患
者
快
癒
閉
鎖

ノ
ト

コ
ロ
、
消
毒
人
夫
炊
事

人
夫
ノ
健
康
隔
離

二
付

キ
十
月

一
日

ヲ
以
テ
、
全

ク
隔
離
病
舎
閉
鎖
ヲ
ナ

シ
タ
リ
。
コ
ノ

日
数

参
拾
五
日
間

、
費
用

二
百
拾

一
円

七
拾
銭
五
厘

ナ
リ

。

注

（
大
泉
、
南

殿
の
患
者
名

は
記
載
を
省
く
）

（
役
場
文
書
）

村

民

が
流

行

病

の
発

生

に

対

し

て
恐

怖

し

、

そ

の
対

策

に

対

し

て
真

剣

に

と

り

く

ん

だ

こ

と

が

ほ

う

ふ

っ

と

す

る
記

録

で

あ

る

。
ち

な

み

に

当

年

の
歳

出

中

、

経

常

衛

生
費

は

一
四

円

八

一
銭

五

厘

で

あ

っ

た

の
と

比

べ
て

流

行

病

対

策

の
臨

時

支

出

の
大

き

か

っ
た

こ

と

が

わ

か

る

の

で

あ

る

。

ま

た
、

大

正

一

一
年

以

来

、

昭

和

二
年

ま
で

伝

染

病

患

者

を

一
人

も

出

さ

ず
好

成

績

を
収

め

て

き

た

が
、

昭

和

二
年

に

赤

痢

病

患

者

四

名

を
出

し

た
と

き

の
報

告

は

次

の

よ

う

に
記

述

さ

れ

て

い
る

。

大
正

一
一
年
以
来
伝
染

病
患
者

を
出

さ
ざ
り
し
好
成
績

な
り

し
も
本
年
度

に
お
い
て
左

記

の
通
り
患
者

を
出

世
し
は
誠
に
遺
憾

の
至

り
な
り
。
六
月
二
四
日
塩

ノ
井
、
男

（
一
〇

歳
）
赤
痢
患
者
届
出

あ
り
。
直
ち
に
隔
離
病
舎

に
収
容
せ

り
。
衛
生
組
合
を
督
励
し
、
該

予
防
法
を
努
力

せ
り
。
幸
い
に
し
て
、
伝
染
者

を
出

さ
ず
、
七
月

コ

ー目
治
雍
転
帰
閉
鎖

せ
り
。

九
月
一
日

塩
ノ
井

、
女

（
七
三
歳
）
赤
痢

患
者
届
出

あ
り
、
直
ち
に

病
舎

に

収
容

せ

り
。
悪
性
の
赤
痢
に
し
て
、
重
態

な
り
し
故

、
最
善

の
努
力

も

効

な

く
、

七
日
死
亡
せ

九
月
二
〇
日

塩
ノ
井

、
女

（
一

七
歳
）
女

（
八
〇
歳
）
赤
痢
患
者
届
出
あ
り
。
直
ち
に

隔
離

病
舎

に
収
容
せ

り
。
十
月

六
日
治
癒
転
帰
、

七
日
閉
鎖
せ
り
。

（
役
場
文
書
）

以

上

三

回

、

延

べ
四

人

の
赤

癩

病

患

者

に

費

し

た
経

費

は

お

よ

そ

六

一
〇

余

円

、

塩

ノ
井

区

よ

り
連

続

し

て
赤

痢

病

患

者

を
出

し

た

の
で

区

民

は
も

ち

ろ

ん
、

村

民

と
し

て

も
非

常

に

恐

れ
、

こ

れ
大

事

と

ば

か
り

、

村

当

局

は
区

民

を

督

励

し

各

飲
用

水

路

及

び
便

所

、

汚

物

捨

場

等

に

つ

き
徹

底

的

に

大

消

毒

を
実

施

し

た

。

㈲
　

ジ
フ

テ

リ

ヤ

予

防

明

治

一

三
年

法

定

伝

染
病

に

指

定

さ

れ

た

ジ

フ
テ

リ

ヤ

の
患

者

が

本

村

に

出

た

の

は
記

録

の
上

で

は
明

治

四

一
年

で

あ

る

が
、

そ

の
予

防

、

治

療

等

の
資

料

が
乏

し

く

よ

く

わ
か

ら

な

い
。

昭

和

六
年

に

「
本

村

に

ジ

フ

テ

リ

ア

患
者

四

名

発

生
、

内

三

名

死

亡

、

警

察

署

と
協

力

、

こ

れ

が
消

毒

施

行

せ

り
」

と

あ

り

。
昭

和

一
五

年

の
報

告

に

は

ジ

フ

テ
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リ

ヤ

患

者

発

生

の

た

め

、

学

齢

前

の

者

及

び

学

生

の
中

で

希

望

者

に

予
防

注

射

を

し

た

。

そ

の

数

四

七

九

人

。

昭

和

一

七

年

に

「

ジ

フ

テ

リ

ヤ

の
予

防

注

射
、

入
学

前

の

児

童

と

国

民

学

校

初

等

科

三

年

生

の

も

の

に

日

割

り

を

つ

く

っ

て

実

施

し

た

」

と

あ

る

く

ら

い

で

あ

る

。
統

計

で

は
大

正

三
年

の

六
名

、

六
年

の

一

三
名

と

大

量

の

罹

患

の

記

録

が

あ

る

。

㈲
　

ト

ラ

ホ

ー

ム

の

予

防

と

治

療

明

治

四

三
年

か

ら

ト
ラ

ホ

ー

ム
患

者

数

の
報

告

か

お

る

。

こ

れ

は

ト
ラ

ホ

ー

ム

の

患
者

が
年

々
増

加

し
、

四

一
年

こ

ろ

か

ら
急

激

に

県

下

に

ま

ん
延

し

た

た

め
、

ト
ラ

ホ

ー

ム
防

止

の
告

諭

が
出

さ

れ
、

四

三

年

に

は
各

町

村

ご
と

に

そ

の
検

診

が

実

施

さ

れ

た

か

ら

で

あ

ろ

う

。
同

年

の
報

告

に

よ

れ

ば
、

一
、
ト
ラ

ホ
ー
ム
ノ
検

診
二
関

シ
テ
（

前
年

二
比

シ
患
者
数
著

シ
ク
減
少
ノ
傾
向
ヲ
示

ス

ト
イ
ェ
ド
モ
、
ナ
オ
三
百

十
九
人
ノ
患
者

ア
リ
、
約

九
分
ノ
多
数

二
上

ル
ヲ
見

ル
。

と

あ

る
と

こ

ろ

か
ら

、

全

村

民

の
九
％

が

罹

患

し

て

い
る

こ

と

が

わ

か
り

、

こ

れ

で

も

前

年

よ

り
著

し

く
減

少

し

て

い

る
と

い
う

と

こ

ろ

か
ら

推

察

す

る

と

大

変

な

ま

ん
延

で

あ

っ

た

。

以

後

の
罹

患

数

は
表

６
－
8
4
の
と

お

り

で

減

少

す

る

傾

向

で

あ

る

と

は

い
え
順

調

に

減

少

し

だ

の
で

は
な

い

。
大

正

八

年

に

は

一
、
ト
ラ

ホ
ー

ム
検
診

二
関

シ
テ
（

十
一
月
二
十
五
日
ヨ
リ
十
二
月
二
日

迄

二
各
区

ニ
ワ

タ
リ
洩

レ
無

ク
施
行

ス
。
其
ノ
結
果
患
者
数
百
拾
五
人
、
前
年
ヨ
リ
拾
弐
人
ノ
増
加

ヲ

見

ル
。
而

シ
テ
該
患
者

二
対

シ
テ
（

連
合
衛
生
組
合
ヲ
活
動

セ
シ
メ
極
力

治
療

二
関

ス

ル
注
意
ヲ
促
セ
リ

（
役
場

文
書
）

と

報

告

さ

れ

て

い
る

。

翌

大
正

九

年

に

は

ト

ラ

ホ
ー

ム
予

防

法

が

施
行

さ

れ
、

次

の
よ

う

に

全

村

民

の
検

診

を
行

な

い
治

療
券

を
発

行

し

て
治

療

を

促

し

て

い
る

。

ス

ト
ラ
ホ
ー
ム
検
診

二
関

ビ
ア
（

施
行
規
則
ノ
改
正

二
依

り
四
月
二
十
二
日

ヨ
ジ
五
月

四
目

二
渉
り
本
村

在
住

者
全
部

二
対

シ
施
行

シ
、
患
者

二
（

治
療
券

ヲ
渡

シ
治
療
ヲ

ナ

サ

シ
メ
現

在
患
者
数
九
十
二
人
ト
ナ
レ
ジ
。

受
検
者
　

三
七
六
六
人

患
者
数
　
　

一
七
一
人

治
療

ヲ
受

ケ
テ
治
雍

セ
シ
モ
ノ
七
九
人

（
役
楊
文
書
）

大

正

十
年

の
検

診

に

つ

い
て

は
、

一
、
ト
ラ

ホ
ー
ム
検
診

二
関

シ
テ
（

施
行
規
則
ノ
改
正

二
依
り
左
記
ノ
日
割
ニ
テ
各
部
落

ヲ
検
診
施
行

セ
ジ
、
其

ノ
日
数
八
日
間
、
現
在
人
員

男

一
千

九
百
拾
三
人
　
　

内
患
者

六
拾

七
人

女
二
千
二
百
二
拾
三

人

内
患
者

七
拾
二
人
　

村
一
般
通

ジ
テ
女
子
（

衛
生
思
想
乏

シ
キ
為
、
男
子

二
比
較

シ
テ
患
者
多
数
ナ
リ

治
療
ヲ
受
ケ
治
療

セ
ル
モ
ノ
百
二
拾
一
人

（
役
場
文

書
）

大

正

一

五

年

に

は

ト

ラ

ホ
ー

ム
高

率

町

村

に

指

定

さ

れ
、

そ

の
予

防

と
治

療

に

万

全

を

期

し

て

い
る

。

そ

の

報

告

は

次

の

と

お

り

、

ト
ラ
ホ
ー
ム
ニ
対

シ
テ
（

高
率
町
村

二
指
定

セ
ラ

レ
タ
ル
ニ
付

キ
四
月
五
日

ヨ
リ
十
二

日
迄

八
日
間

全
村

民
ノ
検

診
ヲ
行

ナ
イ
四
月
二

八
日

ヨ
リ

六
月
二

八
日
迄
二
ヵ
月
間
小
学

校

二
於
テ
治
療
ヲ
開
始

ス
。
患
者

総
数
参
百
拾

人
、
内
全
治
者
百

八
拾
五
人

。
治
療

二
際

シ
テ
（

患
者

ノ
出
席
歩

合
多

ク
随

ツ
テ

全
治
者
多
数

ヲ
算

シ
ク
ジ
。

（
役
場
文
書
）

昭
和
三
年
に

は
全
住
民

の
検
診

を
行

な
い
五
月
四
日
よ
り
七
月
四
日
ま
で
六
二

日
間
小
学
校
に
治
療
所

を
設
け
小
平
医
師
を
主
治
医

と
し
て
極
力
治
療
に
っ
と
め

た
。昭

和
四
年
に

は
工
場
、
小
学
校
及
接
客
業
者

だ
け
検
診
を
行

な
っ
て
次
の
表
の

よ
う
に
報
告

し
て
い
る
。
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表
6
j
8
5
　ト
ラ
ホ
ー
ム
検
診
結
果
（
昭
和
四
年
）

合　　 学 壮 工　 接

場　 客

計　　　　　 従
業　 業

計　　　 校　丁　者　 者

種

別

女男 女男 男 女男 女 男 性
別

一
二 六五 三四　 二
三 五七 四〇 四 三三 八 八
二 九三 三〇 九 四五 二九

ヶ 検

夕 心
ﾉﾚp 多

人 ヲ

員 受

二 一 一 一 一 ｜　 ｜　　 ｜

一 一 一 一一
八 八 〇 四 八 ｜　四 一 ｜ 一

重
症

軽
症

｜　｜　 ｜　｜　｜　 ｜ 疑
似
症

一一 一 一 一一
○ 九 一 五 九 ｜ 四 一 ｜ 一

計

昭
和
六
年
の
事
務
報
告
に
は
「
本
県
衛
生
課
ヨ
リ
医
師
出
張
接
客
業
者
ノ
健
康

診
断
並
ビ
ニ
検
診
ヲ
行
イ
タ
ジ
。
検
診
人
員
壱
百
六
人
ノ
内
四
名
ノ
ト
ラ
ホ
ー
ム

軽
症
患
者
ヲ
出
シ
タ
リ
」
。
と
あ
り
、
以
後
の
事
務
報
告

に
ト
ラ
ホ
ー
ム
に
関
す

る
記
事
は
載
っ
て
い
な
い
。
衛
生
思
想
の
普
及
や
、
予
防
治
療
の
徹
底
に
よ
っ
て

漸
く
終
え
ん
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

肺

結

核

予

防

法
定
伝
染
病
に
指
定
さ
れ
な
か
っ
た
が
結
核
は
明
治
以
来
、
亡
国
病
と
恐
れ
ら

れ
、
そ
の
死
亡
率
は
長
く
第
一
位
の
座
を
占
め
て
い
た
。
と
く
に
大
正
期
に
は
結

核
が
多
発
し
、
国
家
的
社
会
問
題
と
し
て
対
策
が
急
が
れ
た
。
大
正
七
年
に
は
人

ロ

ー
○
万
に
対
し
死
亡
者
が
二
五
七
と
急
増
す
る
や
、
翌
八
年
に
結
核
予
防
法
が

施
行
さ
れ
た
。

長
野
県
で
も
全
国
組
織
を
う
け
て
、
長
野
県
結
核
予
防
協
会
が
創
立
さ
れ
、
講

演
会
、
衛
生
模
型
展
覧
会
を
開
く
ほ
か
、
県
当
局
な
ど
と
協
力
し
て
印
刷
物
、
活

動
写
真
な
ど
で
県
下
一
斉
に
結
核
予
防
の
宣
伝
を
行
っ
て
い
る
。

南
箕
輪
村
で
も
結
核
予
防
は
行
政
の
重
点
施
策
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
、
大
正

八
年
の
村
長
の
施
政
方
針
に
は
「
公
衆
衛
生
向
上
を
計
り
、
伝
染
病
を
絶
無
な
ら

し
む
る
は
、
村
経
済
の
み
な
ら
ず
、
各
人
の
幸
福
を
増
進
す
る

ゆ
え

ん
：
ご

と

し
、
と
く
に
衛
生
組
合
の
活
動
を
呼
び
か
け
、
尽
力
を
求
め
て
い
る
。

そ
の
甲
斐
あ
っ
て
か
大
正
一
四
年
の
村
の
報
告
文
書
を
み
る
と
「
接
客
業
者
二

対
シ
結
核
検
診
ヲ
行
イ
ク
ル
モ
患
者
卜
認
ム
ル
モ
ノ
無
ク
其
ノ
他
伝
染
病
等
ノ
発

生
無
キ
「

喜
ブ
ベ
キ
ナ
リ
」
と
あ
り
大
正
一
五
年
の
村
長
施
政
方
針
に
も
「
…
幸

い
本
村
に
は
、
数
年
間
、
伝
染
病
患
者
を
出
さ
な
い
：
こ

と
あ
火

結
核
の
予
防

に
万
全
を
期
し
た
保
健
衛
生
行
政
の
姿
が
う
か
が
わ
れ
る
。

全
国
的
に
も
大
正
七
年
を
頂
点
と
し
て
そ
の
後
戦
争
中
は
多
少
の
消
長
は
あ
っ

た
も
の
の
結
核
の
死
亡
率
は
順
次
低
下
の
動
き
を
示
し
、
広
く
国
民
の
意
識
化
か

で
き
て
き
た
。
昭
和
一
一
年
の
役
場
文
書
に
よ
れ
ば
「
十
二
月
一
日
ヨ
リ
七
日
迄

結
核
予
防
国
民
運
動
週
間
ト
シ
テ
女
子
青
年
会
衛
生
副
長
ヲ
シ
テ
其
達
成
二
努
力

セ
リ
」
と
あ
る
。

終
戦
後
の
四
、
五
年
は
戦
後
の
混
乱
期
で
県
下
で
も
結
核
に
よ
る
死
亡
者
が
四

二
三
二
人
と
最
高
を
示
し
た
。
南
箕
輪
で
も
昭
和
二
六
年
に
は
届
出
さ
れ
た
結
核

患
者
は
コ
ニ
名
あ
っ
た
。
し
か
し
食
糧
事
情
の
回
復
と
と
も
に
、
国
民
の
栄
養
面

で
の
バ
ラ
ン
ス
も
と
れ
、
昭
和
二
六
年
の
抗
生
物
質
の
防
疫
上
使
用
は
結
核
を
一

挙
に
撲
滅
さ
せ
る
ほ
ど
偉
力
を
発
揮
し
た
。
同
年
の
結
核
予
防
法
に
よ
っ
て
国
民

の
健
康
診
断
や
予
防
接
種
が
義
稗
づ
け
ら
れ
る
に
至
っ
て
、
結
核
の
早
期
発
見
、

早
期
治
療
が
実
施
さ
れ
、
不
治
の
病
い
で
な
く
な
り
、
昭
和
三
〇
年
に
は
、
死
亡

率
、
第
五
位
、
昭
和
三
四
年
に
は
第
七
位
と
急
激
に
下
っ
て
き
て
い
る
。

㈲
　
流
行
性
感
冒

大
正
七
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
全
国
に
大
流
行
し
た
ス
ペ
イ
ン
か
ぜ
は
患
者
二

四
〇
〇
万
人
、
死
者
三
〇
万
人
を
出
す
惨
状
を
呈
し
た
。
以
後
流
行
は
断
続
し
な

が
ら
現
在
に
至
っ
て
い
る
が
、
昭
和
三
七
年
に
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
特
別
対
策

と
し
て
、
全
国
の
幼
保
小
中
の
、
幼
児
・
児
童
・
生
徒
に
予
防
接
種
が
行
な
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
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ス

ペ

イ

ッ

か

ぜ

の
大

流
行

に

関

し

、

大

正

八
年

コ

ー月

二

二
日

の
日

付

け
で

南

箕

輪

村

で

も
、

流

行

性

感

冒

予

防

心

得

が
全

戸

に

配

布

さ

れ

た
が

、

当

時

は
ま

だ

医

療

技

術

面

で

も

衛

生

思

想

面

で

も

レ

ベ

ル

の
低

い
も

の
で

あ

っ
た

が

、

そ

れ
な

り
に

、

真

剣

に

取

り

組

ん
で

い
る

姿

や

、

当

時

の
様

相

が

知

れ

る

貴

重

な

資

料

で

あ

る

の
で

以
下

に

全

文

を

紹

介

す

る

。

流
行

性
感
冒
予
防
心
得

は
や
り
か
ぜ
は
如
何
に

し
て
伝
染

す
る
か
。
は
や
り

か
ぜ
は
主
に
大

か
ら
大
に
伝
染
す

る
病
気

で
あ
る
。
か
ぜ
を
ひ

い
た
大

が
せ

き
や
く
し
ゃ
み
を
す

る
と
、
目
に
も
見
え
な

い

程

に
細

か
な
と
ば
し

り
が
、
三
、
四
尺
ま

わ
り
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
、
そ
れ
を
吸
い
こ
ん

だ

者

は
、
こ

の
病
に
か

か
る
。

か
ぜ
を
引

い
て
治

っ
た
大
も
、
当
分

の
間
け
鼻

の
奥
や
の
ど
に
こ
の
毒
が
の
こ
っ
て
お

り
、
ま
た
健
康

な
人

の
中
に
も
鼻
や

の
ど
に
毒
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の

人

々
の
せ
き
や
く
し
ゃ
み

の
と
ば
し
り
も
病
人
同

様
危
険

で
あ
る
。

―
か

が
ら
ぬ
に
は

一
、
病
人
ま
た
は
病
人
ら
し
い
者
、
せ
き
を
す
る
者

に
近
寄

っ
て
は
な
ら
ぬ
。
病
中

、
話

な
ど
す
る
の
は
病
人
の
た
め
で
も
な
い
か
ら
、
見
舞

い
に

い
っ
て
も

、
な
る
べ
く
玄
関

で
す
ま
す
が
よ
い
。
病
家

で
は
お
客
様

を
、

か
な
ら

ず
病
室
に
案
内
し
て

は
な
ら

ぬ
。

二
、
沢
山
人
の
集

っ
て
い
る
と
こ

ろ
に

立
ち
入

る
な
。
時
節
柄
芝
居
、
よ
せ
、
活
動
写
真

な
ど
に

は
行

か
ぬ
が
よ
い
。
急
用

な
ら

ざ
る
限
り

は
、
電
車

な
ど
に
も
乗
ら

ず
に
歩
く

方

が
安

全
で

あ
る
。

か
ぜ
の
流
行

す
る
と
き
に
、
大

と
話
を
す

る
時
は
用
心
し
て
、
≒

四
尺
は
な
れ
、

人

の
せ
き
や
く
し
ゃ
み

の
と
ば
し
り
を
吸

い
こ
ま

ぬ
よ
う
に
注
意
な
さ
い
。

三

、
人

の
集

っ
て

い
る
と
こ

ろ
、
電
車
、
汽
車
な
ど

の
内
で
は

必
ず

呼
吸
保
護
器

を

か

け
、
そ
れ
で
な
く
ば
、
鼻
、
口
を
必
ず
（

ン
ケ
チ
、
手
拭
い
な
ど
で
か
る
く
お
お
い
な

さ

い
。

（

ン
ケ
チ
も
手
拭
い
も
あ
て
ず
に
、
無
遠
慮
に
せ
き
す
る
大
、
く
し
ゃ
み

す
る
大
か

ら
遠
ざ
か
れ
。

四
、
塩
水
か
、
お
湯
に
て
度

々
う
が
い
せ
よ
。
う

が
い
薬

な
れ
ば

な
お
よ
し
。
食
後
、
寝

豆

朋
に
必
ず
う
が
い
を
忘

れ
る
な
。

五
、
子
供

、
年
寄

り
、
持
病
あ

る
者
、
か
ら

だ
の
弱
き
者
は
か
か
り
易
く
、
ま
た
、
か
か

る
と
重
く

な
る
か
ら
常
に
、
便
通
を
よ
く
し
、
腸
、
胃
を
こ
わ
さ
ぬ
よ
う
用

心
せ
よ
。

・
罹

っ
た
ら

一
、
か
ぜ
を
ひ
い
た
な
と
思
っ
た
ら
直
ち
に

、
ね

ど
こ
に
潜

り
込
み

、
医
師
を
呼

べ
。

た
だ
の
か
ぜ
と
ば
か
に
し
て
、
売
薬
療

治
で

安
心

す
る
な
。
外
出
し

た
り
、
無
理
を

す
る
と
肺
炎

を
起

こ
し
、
取

り
返

し
の
つ
か
ぬ
こ
と
に

な
る
。

二

、
病

人
の
部
屋

は
な
る
べ
く
別
に
し
、
看
護
人

の
外
は
、
そ

の
部
屋
に
入
れ
て
は
な
ら

ぬ
。
看
護
人
や
家
内

の
者
で
も
、
病
室
に
入
る
と
き
は
必
ず
、
呼
吸
保
護

器

を

か

け

よ

。

三
、
治

っ
た
と
思

っ
て
も
医
師

の
許
し

の
あ
る
ま
で
は
外
に
出
る
な
。
地
震

の
揺
り
返
し

よ
り
も
、
こ

の
病

の
再
発
は
怖
ろ
し
い
。

つ
そ

の
ほ

か
気
を

つ
け
る
こ
と

一
、
家

の
内
外
を
き
れ
い
に
清
掃
し
、
天

気

の
時
は
戸
障
子
を

開

け

放

て

。
室
の
掃
除

は
、
な

る
べ
く
ち
り

の
立
た
ぬ
よ
う
に
雑
巾
が
け
を
す
る
の
が
一
等

。
家

の

ま

わ

り

は
、
ち
り

の
立
た
ぬ
よ
う
に
、
ま
ず
、
水
を
撒

い
て
後
は
け
。
学
校

、
幼
稚
園
、
寄
宿

舎
、
工
場
な
ど
で
は
こ
と
に
是
等
の
こ
と
に
気
を
つ
け
よ
。
旅
行
宿

、
貸

し

席

な

ど

は
、
客

の
な
い
間
は
日
中
必
ず
、
障
子
を
開

け
て
お
け
。

二
、
夜
具
、
寝
ま
き
な
ど
は
、
晴
天

の
日

は
必
ず
、
日

に
さ
ら
せ

。

三
、
用
心
に
亡
び
な
し
。
健

康
者

も
用

心
が
肝

心
。
予
防
注
射
も
用
心

の
一

つ
。

四

、
人
前
で
せ
き
や
く
し
ゃ
み

を
す

る
と

き
は
、
公
徳
を
重

ん
じ
、
必
ず
（

ン
ケ
チ
、
手

拭
い
な
ど
で
口

を
お
お
え

。

五
、
病

人
の
た
ん
、
鼻
汁

な
ど
で
よ
ご

れ
た
も

の
は
便
所
に
捨
て
る
か
、
煮

る

か

ま

た

は
、
薬
で
消
毒
せ
よ

。
病
室
内

の
よ
ご
れ
た
も

の
の
始
末
は
医
師
に
相
談
し
、
て
ぬ
か

り
の
な
い
よ
う
に
せ
よ
。

（
役
場
文

書
）
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㈲
　

日

本

脳

炎

の

予

防

日

本

脳

炎

は

流
行

性

の

ウ

イ

ル

ス
疾

患

で
死

亡

率

も

高

く

治

っ

て

も

手

足

の

硬

直

ま

ひ

や

知

能

障

害

な

ど

の

重

い
後

遺

症

が

残

り
、

人

々

に

恐

れ

ら

れ

た

病
気

で

あ

っ
た

。

戦

後

大

流
行

し

た

昭

和

二

三
年

に

は
法

定
伝

染

病

に
加

え

ら

れ

た

。

日

本

脳

炎

の

予

防

接

種

は

、

昭

和

二

九

年

に

始

め

ら

れ

た

が

ワ

ク

チ

ン

の
副

作
用

が

予

想

さ

れ

て

い
た

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

年

々

改

良

さ

れ

、

昭

和

四

〇

年
代

後
半

に

入

る

と

小

中

学

生

、

保

育

所

幼

児

を

対

象

に

九

五
％

前

後

の

者

が

接

種

を

受

け

る

に

至

っ
た

。

こ

の
こ

ろ

に

な

る

と

、

全

国

的

に

も

長

野

県

で

も

患

者

数

が

減

少

し

、

予

防

接

種

の
成

果

が

あ

ら

わ

れ

て

き

た

。

そ

こ

で

毎

年

行

な

っ
て

い
た

接

種

を

昭

和

四

七

年

に

は
改

正

し

、

満

三

歳

で

二

回

、

満

四

歳

で

追

加

免

疫

一

回

を

接

種

し

、

以

後

小

学

校

三

年

、

中

学

校

一

年

と

そ

れ

ぞ
れ

、

一

回

の
追

加

免

疫

接

種

を

行

な

い
、

対

象

者

の
範

囲

を

減

少

し

た

。

こ

れ

は

ワ

ク

チ

ン
研

究

の
成

果

を

も

と

に

接

種

法

を

改

正

し

た
も

の
で

南

箕

輪

村

で

も

県

の
指

令

を

受

け

て

こ

の
年

に

改

正

さ

れ

て

い

る

。

２
　

清

潔
法

の

実

施

明

治

二

八
年

五

月

町

村

清

潔

法

施

行

準

則

が

定

め
ら

れ

た

。
本

村

は
こ

れ
に

よ

っ
て

次

の
清

潔

法

施

行

順

序

が
定

め

ら

れ

た

。

南
箕
輪
村
清

潔
法
施
行
順

序

第
一
条
　
本
村
（

明
治

二
八
年
本
県
令
第
十

六
号

ニ
ョ
リ
本
村
内
清
潔
法
ヲ
保
続

ス
ル
為

ノ
清
潔
委
員
八
名
ヲ
置
ク

第
二
条

略

第
三
条
　

略

第
四
条
　

清
潔
委
員
（

毎
月
二
回
以

上
其
受
持
区
域
内
ヲ
巡
視

シ
衛

生
委
員

卜
謀

り
第
四

条
以
下

二
定

ム
ル
所
ノ
清
潔
法
施
行
事
項

二
付

キ
各
自
ノ
注
意

ヲ
喚

起
シ
其

ノ
清

潔
ヲ

保

続

セ
シ
ム

第
五
条
　

清
潔
委
員
（

公
衆
用
ノ
便
所

二
（

毎
週
二
回
以

上
之
レ
ヲ
汲

マ
シ
メ
溢
流
ヲ
防

ギ
糞
池
及

ピ
周
囲

二
（

適
当
ノ
消
毒
薬
ヲ
撒

布
セ
シ

ム
ル
モ
ノ
ト
ス

第

六
条
　

情
潔
委
員
（

溝
渠
下

水
汚
水
溜
水
等
（

浚
渫
掃
除
ヲ
為
ス
ベ
キ
事

二
注
意

シ
其

ノ
疎
通
ヲ
良

ク
シ
、
若

シ
破
損
等
ノ
個
所
ア
ル
ト
キ
（

関
係
者

二
就
キ
修
繕

ヲ
ナ
サ
シ
ム

ペ
シ
、
但

シ
伝
染
病
流
行
時

ニ
ア
リ
テ
（

ミ
ダ
リ

ニ
溝
渠
下

水
等
ヲ
攬
擾
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル

様

注
意

シ
、
溝
渠
下
水

ノ
汚
水
ヲ
汲
ミ
取

り
道
路

二
散
布

セ
ザ

ル
様
、
各
受
持
区
域
ノ
人

民

へ
説
示

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第

七
条
　
伝
染

病
流
行

二
際
シ
病

毒
潜
伏

ノ
疑

ア
ル
溝
渠
下
水
便
所
芥
溜
等

二
（

相
当
ノ

消
毒
薬
ヲ
入
レ
厳
重

二
清
潔
法

ヲ
行

フ
モ
ノ
ト
ス

明
治
二
八
年
六
月
十
一
日

提
出

南
箕
輪
村
長
　

高
木

械
三

（
役
場

文
書
）

こ

の
清

潔

法

は

以

後

毎

年

春

秋

二

回

実

施

し

、

指

定

期

日

に

村

吏

、

清

潔

委

員

、

衛

生

委

員

、

駐

在

巡

査

同

行

で

各

戸

を

巡

視

点

検

し

、

畳

、

衣

類

の

日

光

消

毒

を

行

な
う

こ

と

な

ど

こ

ま

か

く

指

導

し

た

。

清

潔

が

実

施

さ

れ

た

家

に

は

「

春

（
秋
）
季

清

潔

法

実

施

済

証

」

の
札

を

門

口

に

貼

付

し

た

。
特

に

優

良

と

認

め

た

場

合

は
金

色

の
紙

を

貼

っ
て

清

潔

の
徹

底

を

図

る

よ

う

に

し

た

。

大

正

六
年

役

場

か
ら

の
通

知

を

次

に

掲

げ

る

。

清

潔

法

実

施

が

か

な

り

厳

し

い

も

の
で

あ

っ

た

こ
と

が
推

察

で

き

る

。

秋
季
清
潔
法
実
施
通
知

大
正

六
年
度
秋
季
清
潔
法
、
左
記
日
割
ヲ

モ
ッ
テ
施
行
欽
条
区
内
一
般

ニ
ゴ
示
達
相
成

リ
タ
ク
此
ノ
段
通

知
候

也
。

追
ツ
而
　
家

屋
内
外
大
掃
除
等
清
潔

ナ
ラ

シ
ム
ル
（

勿
論
、
検
査
ヲ
受

ク
ル
ヨ
ウ
厳

重
二
達

シ
コ
レ
有

リ
ク
ク
申

シ
添

工
候

也
。

大
正

六
年

一
一
月
二

二
日

南
箕
輪

役
場

各
区
長

、
連
合
衛

生
副
組
合
長
殿

（
役

場

文

書

）
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こ

の

よ
う

な

清

潔

法

実

施

は
大

正

、

昭

和

と

続

け

ら

れ
村

民

の
衛

生

思

想

の
向

上

に

資

す

る
と

こ

ろ
大

で

あ

り

、

そ

の
精

神

は

現

在

の
南

箕

輪

村

の
「

廃

棄

物

処

理

及

び

清

掃

に

関

す

る

条

例

」

と

な

っ
て

生

き

て

い
る

。

３
　

乳

幼

児

検

診

日
中

戦

争

が

始

ま

る

と

衛

生
行

政

も

戦

争

遂
行

の

た

め

の

、

い

わ

ゆ

る

「

健

民

」

活
動

に

し

ぼ

ら

れ

て

き

た

。

こ

と

に
昭

和

初
期

の
不

況

か

ら
国

民

の

栄

養

、

体

位
、

体

力

の
低

下

が
著

し

く
、

と

く
に

農
民

の
健

康

が

劣
悪

で

あ

っ
た

。

そ

ん

な

と

き
、

昭

和

一
三

年

に

厚

生

省

が
誕

生
し

衛

生
行

政

が

一
段

と
強

化

さ

れ
、

乳

幼

児

の
検

診

も
行

な

わ

れ

る

よ

う
に

な

っ

た

。
以

下

は
南

箕

輪

村

の
乳

幼

児

検

診

の
記

録

で

あ

る

。

昭
和
一
四
年

乳
幼
児

ノ
体
力
向
上

ノ
為
厚
生
省

ノ
指
示

ニ
ョ
リ
ハ
月
二
十
一
日
、
八
月
二
十
三
日

二
亘

り
本
村
診
療
所

二
於
テ
乳
幼
児
男

六
一
名
女
五
一
名
計
一

二
一
名
ノ
検
診
ヲ
行
イ

ク
リ
　

以
下

略

昭
和
一
五
年

乳
幼
児
ノ
検
診

発

育

優

一
　

良
　
　
　

普
　

一
　
不
良
　

扉

言

墜

今

ノ
　

ル

一
二
〇
且
　
　

三
七
工
　
　

六
一
犬
　
　
　

七
且
　
　
　
　
　
　

四
名
　
一
　
一
三
九
名

以
上

の
検
診

は
主
治
医
、
補
助

と
し
て
村

産
婆
、

看
護
婦
、
母
性

補
導

委
員
、

女
子

青
年
役
員

が
担
当

し
て
行

な
わ
れ
て

い
る
。

４
　

国

民
体
力

検
査

前
記
「
健
民
」

の
衛
生
行
政

の
方
針

を
受
け

て
、
青
年

の
体
力
増
強

を
目
的
と

し

て
体
力
章
検
定

が
行

な
わ
れ
た
。
昭
和
一
四
年
～
五
年

の
記
録

は
次

の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

昭
和
十
四
年

次
代

ノ
中

堅
ク
ル
ペ
キ
青
年

ノ
体
カ

ノ
増
強
ヲ
図

り
国
カ
ヲ
培
養

セ
ン
ガ
為
昭
和
十
四
年

度

ヨ
リ
体
力
章
検
定
ヲ
実
施

ス
ル
コ
ト
ト
相
成

ジ
ク
ル
ニ
依
リ
、
是

が
万

全
ヲ
期

ス
ベ
ク

学
校
職
員
・
青
年
会
員
・
軍
人
分
会
等

卜
協
カ

シ
十
一
月
三
十
日
午
前

九
時

ヨ
リ
施
行

セ

ジ
。
其
ノ
成
績
左
ノ
如

シ
。
但

シ
十
五
歳

ヨ
リ
ニ
十
五
歳
迄

受

検
人
員

九
四
名

内

初
級
　

一
一
名

中
級

三
名

昭
和
十
五
年

青
年
体
力
検
定

上
級
一
名
、
中
級
五
名
、
初
級
三
〇
名
、
級
外
甲
二
〇
名
、
級
外
乙
三
二
名
、

級
外
丙
三
七
名
、
計

二
一
五
名
。

初
級
以

上

二
（

厚

生
大
臣
ヨ
リ
合
格
章

ヲ
授

与
サ
ル
。

（
役
揚
文
書
）

こ
の
よ
う
に
、
戦
時
体
制
下

の
国
防
的
見
地

か
ら

の
男
子
青
年
を

中

心

と

し

て
、
体
力
検
定

は
そ
の
成
績

を
競

い
合

う
よ
う
に
し
て
体
力
向
上
を
目
指
し
て

い

た
。こ

の
ほ

か
に
、
国
民
体
力
法
に
よ
る
検
診
も
行

な
わ
れ
た
。

５
　

伝
染
病
隔
離
病
舎

本
村
の
伝
染
病
隔
離
病
舎
は
仮
病
舎
を
建
築
し
伝
染
病
患
者
発

生
の
際
は
患
者

を
収
容
し
て
き
た
が
、
明

治
四
五
年
監
督
庁
よ
り
伝

染
病
予
防
法

施
行
細
則
に
準

じ
た
病
舎
を
建
築
す
る
よ
う
に
と
の
指
示
に

よ
り
一
五
Ｏ
Ｏ
円

の
準
備
積
み

立
て

を
し
た
。
仮
病
舎

は
、
大
正

二
年
老
朽

の
故

を
も
っ
て
売
却
取

り
こ
わ
さ
れ
た
。

そ
し
て
同
年
字
羽
場
四

七
六
九
番
地
に
建
築
し

た
。
そ
の
費
用

は
建
築
工
事
費
一

八
八
七
円
四
五
銭
、
敷
地
購
入
費

八
九
一
円
、
総
額
二

六
六
九
円
八
五
銭
で
、
ｙ
ツ

ち
そ
の
四
分

の
一

の
六
六
七
四
円
四

七
銭

が
県

の
補
助
で

あ
っ
た
。
当
時
敷
地

の

持
主
で

あ
っ
た
有
賀
栄
二

は
こ

の
と
き
、
二
三
七
円
六
〇
銭
を
敷
地
購
入
費
に
充

て
る
よ
う
指
定
寄
付

を
し

た
。

患
者
室
五
、
看
護
人
室
、
浴
室
、
便
所

の
一
棟
、
事
務
室
、
医

務
室
、
炊
事
室
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の

一
棟

、

消

毒

室
、

人
夫

室
、

屍

室
、

焼

室
、

物

置

、

便

所

の

一
棟

、
計

三

棟

の

規

模

で

、

周
囲

に

高

さ
四

尺

の
板

塀

を

め

ぐ

ら

せ

た

構

え
で

同

年

一
〇

月

竣

工

使

用

を

開

始

し

、

昭

和

四

年

ま

で

使
用

し

た

。

昭

和

四

年

コ

ー月

に

本

村

は
伊

那

町

、

西

箕

輪
村

、

西

春

近
村

、

車

春
近

村

、

富

県

村

、

美

篤

村

、

手

良

村

と

組
合

立

の
伝

染

病
院

の
設

立

を

き

め

た

。

こ

の

一

町

七

か
村

の
伝

染

病

院

組

合

は

そ

の
事

務

所

を
伊

那

町
役

場

に

お

き
、

病
舎

は
伊

那

町

小

黒

に

設

立

し

た

。

組

合

会

議

員

の
定

数

は

四

〇

名

で
伊

那

町

一

二

名

他

村

は
四

名

で

各

町

村

か
ら

選

ら

ば

れ

た
名

誉

職

で

任

期

は

四

年

で

あ

っ
た

。

ま

た

組

合

長

、

代

理

、

収

入

役

は
伊

那

町

の
三

役

を

当

て

、

そ

の
経

営

費

は

毎

年

四

月

の

各

町

村

の
戸

数

に

よ

っ

て
決

め
ら

れ
、

伝

染

病

患

者

に

関

す

る

費

用

は
す

べ
て

患

者

の
発

生
し

た
町

村

の
負

担

と
し

た

。

昭

和

二

八
年

に

は
町

営

中

央

病

院

に

併

設

す

る

こ

と

に

な

っ
た

。
三

〇

年

に

は

伊

那

市

、

西

春

近

村

、

南

箕

輪

村

に

よ

る
上

伊

那

中

央

伝

染

病

院

組

合

に

改

組

し

、

三

三

年

に

は
こ

れ
に

箕

輪

町

が

加

入

、

翌

三

四

年

に

は

高

遠

町

、

長

谷

村

、

河

南

村

が
加

入

し

た

。

昭

和

四

○

年

に

は
従

来

の
組

合

を
解

消

、

伊

那

中

央

保

健

衛

生

施

設

組

合

に

変

更

に

な

っ

て

こ

れ
に

移

管

し

た

。
五

〇

年

に

は
辰

野

町

が

こ

の
施

設

組

合

へ
加

入

し

、

五

一
年

に

は
伊

那

施

設

組

合

が

廃

止

に

な

り

駒

ヶ

根

市

、

飯

島

町

、

中

川

村

、

宮

田

村

が
委

託

と

な

り
上

伊

那

郡

市

全

域

が

伊

那

中

央

総

合

病

院

敷

地

内

に

あ

る
隔

離

病

棟

施

設

に

集

る

こ

と
に

な

っ

た

。

６

村

診

療

所

昭

和

九
年

村

は
診

療

所

設

置

を
計

画

し

た

。
村

議

会

の
議

案

に

は
次

の
よ

う

に

設

置

理

由

を
述

べ

て

い

る

。

南
箕
輪
村
診
療
所
設
置

二
関

ス
ル
件
本
村
（

地
勢
上
村
内
病
弱
者
並
ビ
ニ
妊
産
婦
診
療

上
極

メ
テ
不
便
ノ
実
情

二
在

ル
ヲ
以
テ
県
費
補
助
ヲ
得
テ
村
内
適
当
ノ
場
所

二
診
療
所
ヲ

設
置

シ
テ
病
弱
者
及

ビ
妊
婦
ノ
診
療
ヲ
容
易
ナ
ラ

シ
メ
以
テ
村
民
保
健
ノ
増
進
ヲ
図
ラ
ン

ト
ス昭

和
九
年
十
一
月
六
日

提
出
同
日

決
議

（
役

場

文

書

）

図6-64　 村立国保診 療所

こ
の
と
き
の
設
置
案
に
よ
る
と
予
算
は
二
九
二
（
円
也
と
あ
る
。

昭
和
一
〇
年
に
な
っ
て
設
立
が
認
可
に
な
り
コ

ー月
八
日
地
鎮
祭
、
一
一
月
上

棟
式
、
翌
四
月
三
〇
目
に
落
成
式
を
行
っ
た
。

主
治
医
と
し
て
原
参
三
医
師
を
嘱
託
し
、
八
月
五
日
か
ら
開
所
し
た
。
原
医
師

は
コ

ー月
辞
職
し
、
百
瀬
医
師
が
代
わ
っ
た
。
同
年
の
事
務
報
告
に
よ
る
と
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…
病
弱
者
ノ
診
療
ヲ
容
易
ナ
ラ

シ
メ
村
民
保
健
上
稗
益

ス
ル
ト

コ
ロ
多
大
ナ
リ
。
…
…

（
役
場
文
書
）

と

あ

る

。

昭

和

二

二

年

四

月

一

日

に

南

箕

輪

村

五

〇

一

一

番

の
地

に

国

保

診

療

所

と

し

て

発

足

、
同

二

三

年

九

月

二

五

日

設
置

者

を
南

箕

輪
村

に
変

更

し

た

。

二

七
年

四

月

一

日
国

保
医

師

と

し

て

の
医

師

が
辞

任

し
、

後
任

者

確

保

が
困

難

で

あ

る

と

の
理

由

に

よ

り
、

診

療

所

を
休

止
し

た

。
診

療

廃

止

後

の
施

設

は
原

千

秋

医

師

に

貸

与

し

診

療

を
続

け

て

い

た

。

昭

和

四

六
年

よ

り

は
同

医

師

も

診

療

を
休

止
、

再

開

の
見

通

し

が
立

だ
な

い

の

で

五

六
年

コ

ー月

二

五

日

付

け

を
も

っ

て
正

式

に

廃

止

届

を
出

し

た

。

三
　

郵
便
・
電
信
・
電
話
・
有
線

Ｈ
　
郵
　
　
　
便

１
　
明
治
初
期
の
郵
便

明
治
新
政
府
と
な
宍

各
種
の
行
政
改
革
が
進
め
ら
れ
た
が
、
新
し
い
郵
便
制

度
の
構
想
を
当
初
に
お
い
て
は
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。

明
治
元
年
四
月
、
会
計
官
の
も
と
に
駅
逓
司
を
置
き
、
新
し
い
郵
便
制
度
を
と

り
入
れ
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、
実
際
に
は
江
戸
時
代
か
ら
の
飛
脚
制
度
を
そ
の
ま

ま
に
し
て
活
用
す
る
よ
り
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
同
年
七
月
に
は
飛
脚
料
金
表
を
定

め
、
コ

ー月
に
は
京
都
・
東
京
間
に
定
期
便
を
開
設
し
た
。

現
在
、
わ
た
し
た
ち
が
利
用
し
て
い
る
「
新
式
郵
便
」
の
構
想
が
立
て
ら
れ
、

計
画
が
進
め
ら
れ
た
の
は
、
明
治
三
年
五
月
、
前
島
密
か
駅
逓
権
正

に
任
命

さ

れ
、
翌
四
年
八
月
に
駅
逓
頭
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
明
治
四
年
一
月
に
太
政
官

か
ら
「
郵
便
創
業
の
布
告
」
が
発
せ
ら
れ
た
。
今
の
郵
便
ポ
ス
ト
に
あ
た
る
「
書

状
集
箱
」
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、
同
年
三
月
一
日
に
は
、
「
賃
銭
切
手
」
「
書
状

切

手

」

な

ど

と

呼

ば

れ

て

い
た

四

種

の

郵

便

切

手

（
竜
切
手
）
が

発

行

さ

れ

た

。

近

代

郵

便

が

発

足

し

だ

の

は

明

治

四

年

三

月

一

日

で

あ

る

。

こ

の

日

午

後

二

時

、
大

阪

を
発

し

た

上

り

第

一

便

は

七

五
時

間

あ

ま

り
経

て
、

四

日
午

後

五
時

三

〇

分

東

京

に

着

い
た

。

逓

送

料

金

は

一

貫

四

〇

〇

文

で

あ

っ

た

。（
『
郵

政
百
年
史
』
）

創
業

当

初

の
利

用

は
、

新

式
郵

便

に

つ

い

て

の

知
識

が
普

及

し

て

い

な

い

こ

と

も

あ

っ

て
、

官
用

通
信

が
中

心

で

あ

り
、

民

間

の
利

用

は

あ

ま

り
多

く

な

か

っ

た

。

し

か

し
、

明

治

四

年

五
月

、

新

貨

条
例

の
制

定

（
文
単
位

の
郵
便
切
手
を
円
単

位
に
改
正
）
、

同

年

七
月

廃

藩

置

県

が
実

施

さ

れ
、

新

政

府

に

よ

る
行

政

組

織

の

一

元

化

が

全
国

に

及

ぶ
に

つ

れ
、

郵

便

路

線

も

急

速

に

普

及

し

て

い

っ

た

。

上

伊

那

に

郵

便

制

度

が
整

っ

て
き

た

の

は
、

明

治

五

年

七
月

一
日

、

県

内

に

二

八

か
所

の
郵

便

役

所

・

郵

便

取

扱

所

が

設

け

ら

れ
、

伊

那

谷

に

次

の
三

か
所

が

設

置

さ

れ
て

か
ら

で

あ

る

。

四
等
郵
便
役
所
　
　

飯
田

（
奥
村
収
啓

郵
便
取
扱

所
　
　
　

伊

那
部
（
根
津
清

衛
）

高
遠

（
池

上
庄
太

郎
）

な

お
、

同

年

コ

ー月

一

日
に

は
松

島

郵

便

取

扱

所

（
日
野
嘉
衛
）

が

設

置

さ

れ

、

集

配

事

務

が
開

始

さ

れ

た

。
久

保

村

、

北

殿

村

は

こ

の
郵

便

区

に

所

属

し

て

い

た

。郵

便

物

の
逓

送

は
松

本

・

飯

田

の
各

郵

便

役

所

の
脚

夫

が

早

朝

に

出

発

し

、

街

道

沿

い
に

設

け

ら

れ

た
各

郵

便

取

扱

所

の
郵

便

物

を
集

配

し

、

中

間

地

で

あ

る

伊

那

部

駅

で

落

ち
合

っ

て
交

換

し

て

い

た

。
次

の
資

料

は
当

時

の
郵

便

制

度

を

よ

く
伝

え

て

い

る

。

○
筑
摩
県
管
下
郵
便
往
復
日
割
記
抄

（
関
係
部
分

の
み
）

一
、
松
本

ヨ
ジ
（

毎
日
午
前
五
時
、
飯
田

ヨ
リ
（

午
前
六
時
伊
奈
部
へ
往
復
ノ
脚
夫
ヲ
仕

出

シ
同
所

ニ
テ
落
チ
合
イ
、
郵
便
物
交
換
ノ
上
、
同
所
或

ぺ

壱
二
ヵ
駅
モ
適
宣
ノ
地

迄

立
大
戻
リ
、
一
泊
翌
暁
五
時

ヨ
リ
遅

レ
ザ
ル

ヨ
ウ
出
発

シ
帰
駅
致
ス
ベ
キ
事
。
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一
、
伊
奈
部

二
於
テ

ベ

毎
日
松

本
・
飯
田
及

ビ
ニ

・
四

・
六
・
ハ

ノ
旦

局
遠

ヨ
リ
脚
夫

同
駅

へ
到
着
候
ワ

バ
、
夫

々
郵
便
物
交
換
ノ
諸
世
話
致

ス
ベ
キ
事

。

一
、
右
郵
便
路
線
中
、
塩
尻
、
小
野
、
宮
木
、
松
島
、
北
殿
、
伊
奈
部
、
宮
田
、
上
穂
、

飯
島
、
片
桐
、
市
田

ノ
各
郵
便
取
扱
所

二
於
テ

ベ

郵
便
物
差

シ
立
テ
、
請

ケ

取

り

方

共
、
松
本
、
飯
田
両
地
ノ
脚
夫
取

り
扱
イ
信
義
卜
心
得

ベ
キ
事
。

但

シ
、
本
文
各
地

ニ
オ
イ
テ
（

松
本
、
飯
田
ノ
脚
夫
到
着
前
、
自
駅

二
集
リ

シ
郵
便
物

ノ
届
ケ
先
地
名
部
類
ヲ
区
分
致

シ
置
キ
、
脚

夫
立
チ
寄
り
次
第

暫
時

ノ
猶
予
ナ
ク
請
ケ
取

り
渡

シ
方
取

り
計
ウ

ベ
キ
事

。

一
、
高
遠

二
於
テ
（

、
松
本
・
飯
田
ノ
脚
夫
伊
奈
部

へ
到
着
ノ
時
刻
ヲ
見
計
ラ
イ
、
二
・

四
・

六
・
ハ
ノ
日
正
午

コ

ー時

ヨ
リ
、
同
所

へ
往
復

ノ
脚
夫
ヲ
仕
出

シ
、
夫

々
郵
便
物
ヲ

交
換

シ
、
直

二
帰
駅
致

ス
ベ
キ
事
。

一
方

、

明

治

六
年

三

月

一
〇

日

、

太

政

官

布

告

「
郵

便

規

則

」

に

よ

り
、

郵

便

事

業

の
政

府

専

掌

を
確

立
し

、

信

書

の
逓

送

は
駅

逓

頭

の
特

任

と

す

る

と

と

も

に

、

郵

便

料

金

の

全
国

均

一
制

を
実

施

し

た

。

萌

治

六
年
四
月
一
日
）
郵

便

料

金

の

全
国

均

一
制

が
と

ら

れ

る

ま
で

は
、

距

離

制

を
原

則

と

し

た
里

程

制

が
採

用

さ

れ

て

お

り
、

距

離

不

明

地

へ

の
料

金

の
判

断

な

ど
、

取

扱

者

、

利

用

者

と

も

に

悩

む

と

こ

ろ
で

あ

っ

た

。
全

国

均

一
制

は
、

こ

の
よ

う

な

不

便

を

解

消

し

、

利

用

者

に

表
6
1
8
6
　郵
便
料
金
表
（
明
治
六
年
四
月
実
施
）

見書
昌

新
聞
等

書

状

種

類

八
匁
ご

と
に

市市
外内

二一
銭銭

一 二目一
束 号方 号
一二 に一

六部か部
匁以か
ご上ゎ
と　ら
に　ず

市市
外 内

一

銭 一
半

半 銭銭

一一ヅ

で

詰

姦

基

本

料

金

同
右

同
右

侃

詰

盛

国
一
律
心‰

詰

及蒋

蓉

金

（
旧
松
島
局
長
目
野
家
文
書
）

便
利
に
な

っ
た
ば
か
り
で
な

く
、
遠
距
離

の
揚
合
に
は
低
料
金
で
信
書
が
送
達
で

き
る
よ
う
に
な

っ
た
。
利
用
者
に
と

っ
て

は
画
期
的
な
改
正
で
あ

っ
た
。

郵
便
料
金

の
全
国
均
一
制

の
実
施
に
よ
り
近
代
郵
便
と
し
て

の
実
質
を
備
え
た

新
式
郵
便

は
、
利
用
者

の
拡
大

を
め
ざ
し

て
次

々
と
新
し

い
制
度

の
実
施
や
旧
制

度

の
改
善

を
行

な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
主
な
も
の
を
上
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

明
治
　
六
年

二
一
月
　
郵
便
は
が
き
を
発
行

″
　
七
年
一
一
月
　
日
付
け
印
を
使
用

″
　

八
年
　
一
月
　
郵
便
為
替
を
創
始

″
　

八
年
　
五
月
　
郵
便
貯
金
を
創
始

″

一
一
年
　
三
月
　
電
信
中
央
局
殷
殷
、
国
際
電
報
の
正
式
業
務
の
開
始

明
治
も

Ｉ
〇
年
代
に

は
い
る
と
、
郵
便

は
も

ち
ろ
ん
、
貯
金
、
電
信
、
電
話
な

ど
近
代
郵
便
制
度

の
ぽ
と

ん
ど
が
整
え

ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
が

わ

か

る
。
し

か

し
、
中
央
で

の
制
度

が
そ

の
ま
ま
地
方

へ
普
及
し

て
い
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
中

央
で

の
急
速
な
発
達

は
、
地
方
で

は
か
え

っ
て
旧
制
度
と

の
ま
さ
っ
を
大
き
く
し

た
面
も
見

ら
れ
る
の
で

あ
る
。

２
　

南
箕
輪
郵
便
局
の
沿
革

明
治
五
年
六
月
一
目
、
中
箕
輪
村
松
島
郵
便
取
扱
所
が
中
箕
輪
村
六
四
六
番
地

に
開
設
さ

れ
た
。
こ

の
時

の
郵
便
区

の
中
に
現
在

の
南
箕
輪
郵
便
局
の
区

域
で
あ

る
久
保
村
、
北
殿
村
、
吹
上
村

の
三
地
区
が
含
ま

れ
て

い
る
。
し

た
が

っ
て
近
代

郵
便
制
度
が
南
箕
輪
村
に
及
ん

だ
の
は
明
治
五
年

か
ら
で
あ

っ
た
。
三
地
区
は
松

島
局

の
市
外
区

と
な

っ
て
お
り
、
郵
便
物

の
集
配
は
隔
日
に
一
回
で
あ

っ
た
。

南
箕
輪
郵
便
局

の
前
身
、
北
殿
郵
便
取
扱
所
が
松
島
郵
便
取

扱
所

か
ら
分
離
独

立
し

た
の
は
明
治
七
年
一
月
一
日
で
あ

っ
た

。
場
所
は
南
箕
輪
村
二
三
三
番
地
、

平

屋
板
屋
根

ぶ
き
、
局
員
住
宅
の
一
部
と

い
う
記
録
が
業
務
沿
革
誌
に
残
さ
れ
て

い
る
。
開
設
時

の
局
長
は
明
確
で
な

い
。
明
治
八
年
一
月
一
四
日
、
七
等
郵
便
物

取

扱
役
、
倉
田

三
郎
が
任
命
さ
れ
て

い
る
。
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郵

便

制

度

の
創

業

時

に

は
、

郵

便

取

扱

所

は
各

駅

に

設

置

さ

れ

伝

馬

所

の
一

隅

を

区

切

っ

て
使

用

す

る
こ

と

が

多

か

っ
た

。
倉

田

三

郎

は
北

殿

駅

に

お

い

て
伝

馬

の
任

に

あ

た

っ

て

お
り

、

伝

馬

所

、

助

郷

廃

止

後

も

陸

送

会

社

を

営

ん
で

い
た

。

こ

の
関

係

か
ら

郵

便

取

扱

役

に

任

せ

ら

れ

た
も

の
と

考

え

ら

れ

る

。

以

下

、

年

代

を

追

っ

て
沿

革

を

記

し

て

い
く

。

明
治
　

七
・
　

∵
　

一
　
　

北
殿
郵
便
取
扱
所
（
無
集
配
）

南
箕
輪
二
三
三
番
地
平
家
建

八
・
　

丁

一
四
　
　

七
等
郵
便
取
扱
所
扱
役
倉
田
三
郎

一
八
・
一

丁

三
〇
　
　

右
廃
止
松
島
郵
便
取
扱
所
に
編
入

三
五

∴

丁

一
六
　
　

南
箕
輪
郵
便
取
扱
所
（
無
集
配
）

内
国
為
替
・
貯
金
受
払
・
小
包
及

び
通
常
引
受

事
務
開
始

三
八
・
　

四
・
　

一
　
　

南
箕

輪
郵
便
局

三
等
（
無
集
配
）

四
〇
・

四

∴

三
　
　

外
国
為
替
、
為
替
金
居
宅
事
務
・
取

立
金
事
務
開
始

四
一

二

一

二

一
〇
　
　

振
替
貯
金
事
務
開
始

四
三
・
　

三

こ

二
　
　

郵
便
集
配

事
務
開
始

郵
便
区
　

市
内
　
　
　

北
殿
・
南

殿
・
塩
ノ
井

市
外
　
　
　

久
保
・
神
子
柴

・
田

畑
・
大

泉
・
沢
尻
・
西
箕

輪
一
円

四
四
・
　

九
・
ニ

ー
　
　
電
信
・
電
話
事
務
開
始

大
正
三
　

・
　

七
・
　

一
　
　

南
箕

輪
三
等
郵
便
局
長
　

倉
田
　

正

″

一

丁

一
二
・
　

一
　
　
　
　
　

″
　
　
　
　
　

長

田
頼

利

局
長
更
迭
に
よ
り
局
舎
を
南
箕
輪
村
三
四
六
二
の
二
番
地
へ
移
転
、
瓦
ぶ
き
土
蔵

造
り

の
民
家
改
造
、
二
階
建

″

一
三
・
一
〇

二

九
　
　
　
　
　
　
　
　

局
長
　
伊

藤

護

昭
和
　

四
・
　

四
・
　

一
　
　

航
空
郵
便
の
取

扱
い
開

始

″
　

五
・
　

五
・
二
〇
　
　

局
舎
を
南
箕
輪
村
三
四
六
四
番
地
へ
新
築
移
転
。
職

員
一

○
名

″

一
〇
・
　

八
・
二
六
　
　

市
内

郵
便
の
取
扱

開
始

″

コ

∵
　

八

∴

六
　
　
速
達
郵
便
の
取
扱
い
開
始

″

一
四
・
　
六
・
二
三
　
　
電
話
交
換
事
務
開
始

″

ヱ
（
・
　
二
・
　
一
　
　
通
信
官
署
の
等
級
廃
止
、
特
定
局
と
な
る

″

三
二
・
　
三
・
三
〇
　
　
電
話
交
換
事
務
廃
止
　
伊
那
電
報
電
話
局
へ
統
合

″

三
八
・
　
二
・
一
四
　
　
南
箕
輪
郵
便
局
長
　
　
　
三
沢
信
良

″

四
三
・
　
八
・
二
五
　
　
電
報
配
達
業
務
廃
止
　
伊
那
電
報
電
話
局
へ
統
合

″

四
七
・
一
〇

こ

二
　
　
　
　
　
　
　

局
長
　
　
　
田
中
　
弘

″

五

丁
　

三
　
　
　
　
　
局
舎
を
南
箕
輪
村
三
三
五
八
の
三
番
地
へ
新
築
移
転
鉄
筋

平
屋
建
三
一
〇
ｊ

″

五
八
・
　
六
・
二
三
　
　
　
　
　
　
　

局
長
　
　
　
知
久
昭
夫

３
　

南
箕
輪
郵
便
局
の
現
況

①
　

戦
後
の
郵
便
業
務
の
発
展

戦
後
「
民

主
化
」
と

い
う
基
本
路
線
に
基
づ

い
た
各
種
法
令

の
改
正
や
激

し
い

イ
ン
フ
レ
に
よ
る
経
済
の
混
乱

に
よ
り
郵

便
事
業

も
多

く
の
困

難
に
見
舞

わ
れ
た

が
、
経
済
の
復
興
と
共
に
、
危
機
を
脱
し
、
大

き
く
成
長

し
て
来

た
。

普
通
郵
便
の
配
達
数
で
見

る
と
二
〇
年
代

の
後
半

か
ら
増
加

を
示

し
始

め
た
郵

図6-65　昭 和初年 の郵 便局（北殿）
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表6-87　郵便配達数の変遷（南箕輪郵便局）

普通郵便配達数
(１日平均)

年賀 はがき配達数
(千通)

26

30

35

40

45

50

55

59

343

1,368

1,210

1,730

3,211

2,790

2,923

2,980

33

62

63

106

145

226

271

291

便
物
が
、
四
〇

年
代

に
入

っ
て
頂
点

に
達
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

れ
は
、
朝
鮮
戦
争
後
（
昭
和
二
五
年
）

急
速
に
発
展
し
て
行

っ
だ

日
本
経
済

の
動
き
と
一
致
し
て
お
り
、
南
箕
輪

郵
便
局
管
内
に
お

い
て
も
、
経
済
活

動

や
人
々
の
交
流
が
盛
ん
に
な

っ
て

い
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

昭
和
五
〇
年
代
に
入

っ
て
郵
便
物

が
減
少
し
て
来
て

い
る
が
、
こ
れ
は

電
話
の
普
及
に
よ
る
影
響
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
に
ダ
イ
ヤ
ル
に
よ
る
全
国
即
時

通
話
が
達
成
さ
れ
、
私
信
は
電
話
で
、
手
紙
は
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
や
各
種
印
刷

物
中
心
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
年
賀
（

ガ
は
が
き

は
、
ほ
ぼ
一
本
調
子
で
伸
び
て
き
て
い
る
。
年
に
一
度
、
親
し
い
人
々
に
送
る
あ

い
さ
つ
状
と
し
て
の
性
格
か
ら
、
電
話
な
ど
他
の
情
報
伝
達
手
段
の
影
響
を
受
け

る
こ
と
が
少
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
郵
便
局
の
業
務
の
中
で
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
に
郵
便
貯
金
、

保
険
、
為
替
、
各
種
年
金
な
ど
、
村
の
金
融
機
関
と
し
て
の
役
割
が
あ
る
。
郵
便

貯
金
や
保
険
は
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
、
村
民
の
最
も
身
近
な
金
融
機
関
と
し
て
親

し
ま
れ
、
利
用
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
郵
便
貯
金
や
簡
易
保
険
の
積
立
金
融
資
で

小
中
学
校
の
校
舎
や
村
民
体
育
館
の
増
改
築
、
役
場
庁
舎
の
建
設
な
ど
が
な
さ
れ

て
い
る
。
昭
和
五
六
年
に
は
貯
金
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
か
実
現
し
、
保
険
に
つ
い
て

も
昭
和
五
八
年
に
オ
ン
ラ
イ
ン
化
さ
れ
て
い
る
。

②
　

現
　
　
　

況

（
昭
和
五
九
年
三
月
）

局
名
　

南
箕
輪
郵
便
局

所
在
地
　

上
伊

那
郡
南
箕
輪
村
三
三
五

八
の
Ξ
（
北
殿
）

図6-66　 南箕輪郵便局

郵
便
切
手
売
り
さ
ば
き
所
　

二
〇

業

務
内
容
（
昭
和
五
九
年
度
）

①
郵
便
業
務
郵
便
取
扱

い
数

（
一
日
平
均
）

引

き
受
け
　

九
七
〇
　
　

到
着

差
し
立
て
　

八
六
一
　
　

配
達

②
為
替
・
貯
金
業

務

三
〇
三

七

三
一
四

六

郵
便
貯
金
受
入
　

四
万

七
、
三
一
七
件

郵
便
貯
金
払
出
　

一
万

二
七
九
三
件

③
保
険
年
金
業
務

受
け
入
れ
　
　

五
五

二
一
件

払
い
戻

し
　
　
　

七
一
〇
件

叫

電

信

・

電

話

金
額

区
画
別
内
訳

南
箕
輪
村
　

人
口
九
、
五
一
四

世
帯
数
二

七
五
〇

伊
那
市
西
箕
輪
　

人
口
五
、
〇
三
五

世
帯
数

二
二
九
三

合
計
　

人
ロ

ー
四
、
五
四
九

世
帯
数
四
、
一
三
三

局
舎
状
況
　

鉄
筋
平
屋
建
　

土
地
五
四

一
万
ｍ
　
建
物
三
Ｊ
Ｏ
ｊ
　

職
員
数

一

八
名

（
内
務

八
名
、
外
務
一
〇
名
）

保
有
車
輛
　

自
転
車
三
、
原
付
自
転
車

三

、
自
動
二
輪
車

九
（
九
〇

巴

計
一

五
台

区
内
郵

便
施
設
　

郵
便
差
出
箱
二
五

（
部
内
施
設
も
含

む
）

金
額
二
三
億

七
二
三
一
万
円

金
額

二
三
億

六
六
三

九
万
円

三
九

六
〇
万
円

二
億

八
〇
〇
六
万
円
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第 ８節　生活の近代化

１
　

電
　
　
　

信

我

が
国

に

初

め

て

電
信

線

が
架

設

さ

れ
、

官
用

通
信

が

開

始

さ

れ

た

の

は
明

治

二
年

八
月

九

日

で

あ

っ

た

。
場

所

は
横

浜

で
、

距

離

は

八
〇

〇

ｍ

程
度

で

あ

っ
た

と

い

う

。

こ

の
時

す

で
に

ヨ

ー

ロ
ッ

パ

で

は

大
西

洋

横

断

海

底

線

が

敷

設

さ

れ

て

お

り
、

世
界

は

す

で
に

国

際

電

信

網

整
備

の
時

代

に

入

っ
て

い

た

。

伊

那

に

電

信

線

の
架

設

工

事

が
始

ま

っ

た

の

は
明

治

一

八
年

三
月

で

あ

り
、

同

年

一

一
月

一
五

日
に

待

望

の
伊

那

電

信

分

局

が
伊

那

市

坂

下

区

宮

本

町

に

開

設

さ

れ
、

電

信

業

務

を
開

始

し

た

。
し

か
し

、

上

伊

那

全
域

が
伊

那

電

信

分

局

の
担

当

だ

っ

た

の

で
、

受

信

さ

れ

た
電

報

は
普

通

郵

便

と

同

じ
扱

い

で

あ

り
、

多

く

の
時

間

が

か

か

っ

た

の

で
、

電

報

の
便

利

さ

は

あ

ま

り
な

か

っ

た

。
し

か
も

和

文

一
音

信

（
一
〇
字
以
内
）

一
五

銭

と

か
な

り

高

か

っ

た

の
で

利

用

者

も

限

ら

れ

た

人

た

ち

で

あ

っ

た

。

南

箕

輪

郵

便

局

に

電

信

、

電

話

回

線

が

架

設

さ

れ

、

電

信

電

話

事

務

が

開

始

さ

れ

た

の

は
、

明

治

四

四

年

九

月

二

一
日

で

あ

る

。
回

線

は
松

島

―

南

箕

輪

線

で

あ

り

、
。
接

続

局

は
松

島

郵

便

局

で

あ

っ

た

。

当

時

電

信

電

話

が

開

設

さ

れ

て

い

た
局

は
、

伊

那

・

松

島

の
両

郵

便

局

で

あ

っ

た

た

め
、

南

箕

輪

郵

便

局

は
開

設

と

同

時

に

大

変

広

い
電

信

区

を

受

け

持

つ
こ

と

に

な

っ

た

。
記

録

に

よ

る
と

次

の
地

区

で

あ

る

。

南
箕
輪
郵
便
局
電
信
区

直
配
達
区

南
箕
輪
村

（
沢
尻
を
除
く
）
西
箕
輪
村
字
大
泉
新
田

（
雲

雀
畑
を
除
く
）
、
伊

那

町

大
字
福
島
、
手
良
村
大
字
沢
岡
（
中
坪
・
野
口
・
堀
の
内

を
除
く
）
、
箕
輪
村
大
字
福

与
字
石
仏
・
卯
ノ
木
、
二
軒

屋

直
配
達
区
外

西
箕

輪
村
（
大
泉
新
田

を
除
く
）
、
手
良
村

大
字
沢
岡

、
（
中
坪
、
野
口

、
堀
ノ
内
）

こ

の

電
信

区

は

各

地
区

の
郵

便
局

に

電

信

業

務

が
開

始

さ

れ

る

と
同

時

に

そ

ち

ら
に

移

さ

れ
、

本

来

の
南

箕

輪

地

区

へ
と

固

定

し

て
行

っ

た

。

昭
和

一
三
年
一
月

一
日
　

手
良
局

の
電
信
業
務
開
始
に
よ
り
、
前
記
地
区
よ
り
手
良
村
一

円
を
除
く

。

昭
和
一
四
年
三
月
三
一
日
　

西
箕
輪
局

の
電
信
業
務
開
始
に
よ
り
前
記
地
区
よ
り
西
箕
輪

一
円
を
除
く

。

と

こ

ろ
で

、

当

時

電

信

線

を

架

設

す

る
に

は
多

額

の
費

用

が

必

要

だ

っ

た

。
そ

こ
で

、

電

信

業

務

の
開

設

促

進

の

た

め
各

地

区

で

は
人

足

や

電

柱

を

寄

付

し

た

り
、

上

納

金

を
出

し

た

り
し

た

。

一
刻

も

速

い
情

報

が

繭

の
産

地

で

あ

っ
た
伊

那

谷

の
人

々
に

は
必

要

だ

っ

た

の

か
も

知

れ
な

い

。

電

信

開

設

当

時

ど

の
く

ら

い

の
利

用

者

が

い
た

の
か
不

明

で

あ

る

が

「

上
伊

那

誌

」

に

「

電

信

利

用

に

お

い
て

は
、

創

設

当

初

か

ら

民

間

の
利
用

の
方

が
多

か

っ

た

が

、

明

治

二

〇

年

前

後

郡
下

全
域

を

担

当

し

て

い
た
伊

那
局

で

一

日
平

均

三

～

四

通

し

か

な

か

っ
た

。

電

信

局

の
増
加

と

共

に
利

用

者

は

急

激

な

上

昇

を
示

し
、

大

正

時
代

へ

入

っ
て

か

ら

は

三

〇
〇

通

か

ら

五
〇

〇

通

が
扱

わ

れ

る

よ

う
に

な

っ

た

」

と

書

か

れ

て

い
る

。
電

話

が

普
及

し

て

い
な

か

っ
た
当

時

で

は
大

切

な
情

報

伝

達

手

段

で

あ

っ
た

こ

と

が

わ
か

る

。

表

６
－
8
8
は
戦

後
統

計

資
料

の
得

ら

れ

た
部

分

に

つ

い

て
抜

き
出

し

た

も

の
で

あ

る

。
昭

和

二
〇

年

代

か

ら

三
〇

年

代

に

あ

っ

て

も
電

報

は

か

な

り

の

取

扱

い

数

が

あ

っ

た

。

し

か

し
、

そ

の
数

は

し

だ

い
に

減

少

し

て
来

て

い

る

こ
と

が

わ

か

る

。

そ

し

て

五
〇

年

代

に

入

る

と
電

報

は

す

で
に

情

報

伝

達

の

手
段

と
し

て

の
価

値

を
失

っ

て

い
る

こ

と

が

わ

か

る

。

ち
な

み

に

昭

和

五

六
年

に

扱

わ

れ

た
電

報

の

内

訳

を
見

る

と
慶

弔

電

報

四

八
通

、

そ

の
他

六

七
通

と

、

か

ろ

う

じ
で

そ

の
面

目

を
保

っ

て

い
る

が
、

昭

和

五

九
年

度

の

二
五

通

は

す

べ

て
慶

弔

電

報

で

あ

る

。
電

報

が
本

来

の
意

味

を
失

っ

て

い

っ

た
最

大

の
原

因

は
電

話

の
普

及

に

あ

る

。
特

に

五
〇

年

代

に

入

っ

て
爆

発

的

に

普

及

し

た
電

話

に

電

報

は

そ

の
地

位

を

ゆ
ず

り

、

今

は

か

ろ

う

じ

て

「
文

字

で
残

る
」

特

長

を

生

か
し

て
慶

弔

の
式

場

で

披

露

さ

れ
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第６章 村 の 発 展

表6-88　電報取扱数及び村内電話加入数の推移

年　 度 電　　 報
取 扱 数

電話加入数
(南箕輪 村)

伊那局管内
電話加入数

昭和26

29

32

35

38

40

49

54

55

56

57

58

59

4,707

4,343

3,507

3,535

3,738

4,163

108

107

114

115

62

39

25

22

36

53

55

56

131

866

2,363

－

2,552

2,752

3,069

3,216

726

902

1,479

1,816

2,227

2,619

－

－

－

17,659

18,674

21,680

－

る
存
在
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

昭
和
　

四
三
・
八
・
二
五
電
報
配
達
業
務
廃
止
、
伊
那
電
報
電
話
局

へ
統
合

。

２
　

電
　
　
　

話

南
箕
輪
郵
便
局
で
電
話
業
務
が
始

ま
っ
た
の
は
電
信
が
開
始

さ
れ
た
明
治
四
四

年
九
月
二
一
日
で
あ

る
。
開
設
当
時

の
電
話
加
入
者
数

は
不

明
で
あ

る
が
郵
便
局

に
残

さ
れ
て

い
る
資
料
で
見

る
と
昭
和
一
四
年
単
独
加
入
者
が
六
、
通
話
局
一
と

な

っ
て
い
る
。
電
話
業
務
が
開
始
さ

れ
て

か
ら
す
で
に
三
〇
年
近

い
年
月
を
経
て

い
る
こ
と
を
考
え

る
と
、
電
話

の
普
及
が
大
変
な
困
難

を
と
も
な

っ
て

い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

電
話

の
普
及
を
お
く
ら
せ
た
原
因

の
一

つ
は
電
話
の
架
設
に

大

変

な

費

用

が

か
か
っ
た
こ
と
で
あ
る

。
例
え
ば
大
正
元
年
、
電
話
増
設
工
事
費
の
個
人
負
担
は

九
七
円
で
あ

っ
た
と

い
う
。
（
伊
那
市
史
）
つ
ま
り
、
当
時
は
電
話
架
設
工
事
の
大

部
分
を
加
入
者
が
個
人
で
負
担
し
て

い
た
の
で
、
こ
の
個
人
負
担
に
耐
え
る
者
で

あ
り
、
そ
れ
に
見
合
う
利
用
者
で
な
く
て
は
電
話
を
引
く
こ
と
は

で

き

な

か

っ

た
。
明
治
四
三
年

の
「
上
伊
那
郡
郵
便
局
特
設
電
話
番
号
表
」
で
電
話
加
入
者
の

職
業

を
調

べ
て
み
る
と
、
ま
ず
役
場
、
警
察
、
な
ど
で
あ
り
次
に
料
理
業
、
旅
館

業
が
続
き
銀
行
、
商
業
等
と
な

っ
て

い
る

。
こ

れ
ら
に
製
糸
業
、
医
師
を
加
え
る

と

ぼ
ぼ

Ｉ
〇
〇
％

と
な
り
、
当
時

の
電
話
が
情
報
を
多
く
必
要
と
し
、

ま
た
、
そ

の
速

さ
を
必
要
と
し

た
職
業

の
人

々
が
利
用
者

の
中
心
で
あ

っ
た
こ

と

が

わ

か

る

。
電
話

の
普
及
を
お
く
ら
せ

た
も
う
一

つ
の
原
因
は
、
通
話
料
が
大
変
高
か

っ

た
こ
と
で
あ
る
。
次
は
松
島
局
よ
り

の
料
金
表
で
あ
る
が
、
当
時

の
生
活
か
ら
言

え
ば
割
高
な
も

の
で

あ
っ
た

電
話
通
話
区
域
及

び
電
話
料
金

明
治
四
三
年
コ

ー月
二
一
日
ヨ
リ
左
ノ
通
り
定
メ
ラ
ル

松
本
　
二
〇
銭
　
　
上
諏
訪
　
一
五
銭
　
　
平
出
　
一
〇
銭
　
　
伊
那
　
一
〇
銭

高
遠
　
一
〇
銭
　
　
赤
穂
　
一
〇
銭

な

お
、
明
治
四
四
年
八
月
二
一

目
に
は
、
「
東
京
　

六
〇
銭
、
長
野
　

二
五
銭

甲
府
　

二
五
銭
」
な

ど
が
追
加

さ
れ
て

い
る

。
こ

れ
ら
が
追
加
さ

れ
た
と

い
う
こ

と

は
、
こ

の
時
追
加

さ
れ
た
各
地

へ
の
電
話
線
が
開
通
し
た
こ
と
も

示

し

て

い

南

箕

輪

郵

便

局

に

お

け

る

電

話

業

務

の
歩

み

は
次

の
よ

う

で

あ

っ
た

。

明
治
四
四
年
九
月
二
一
日
　

電
話
事
務
開
始

特
別
加
入
区
域

南
箕
輪
村
（
久
保
　

塩
ノ
井
　

大
泉
　

北
殿
　

南
殿
　

田
畑
）
伊
那
町
（
福
島
　

西
村

上
手
村

鈴
村
）

市
外
通
話
区
域

伊

那
　
高
遠
　

上
諏
訪
　

下
諏
訪
　

西
春
近
　

飯
田
　

赤
穂
　

岡
谷
　

平
出

昭
和
一
四
年
六
月
二
三
日
　
　

電
話
交
換
業
務
開
始

″

二
四
・
六
・
　

一
　
　
　

伊
那
電
報
電
話
局
開
局

″

二
七
・
八
・
　

一
　
　
　

日
本
電
信
電
話
公
社
と
な
る
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第 ８節　生活の近代化

昭
和
三

∵

三
・
二
〇
　
　
　

交
換

事
務
廃

止
　
伊

那
電
報
電
話
局
へ
統
合

。
同
二
一
日

ダ
イ

ヤ
ル
自
動
式
電
話
開
通

″

四

丁

二
・
二

七
　
　
　

全
国
即
時
通
話
網
に
編
入

″

六
〇
・
四
・
　

一
　
　
　

日
本
電
信
電
話
公
社
が
日
本
電
信
電
話
会
社

（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
）

と

な
り
民
営
化

さ
れ
る
。

電

話
加

人

数

を

み

る

と

表

６
－
8
8

の
よ

う

で

あ

る

が

昭

和

三

二

年

ダ

イ

ヤ

ル
式

自

動

電

話

が
開

通

し

て

か

ら
、

よ

う
や

く
増

加

傾

向

を
示

し
始

め
、

四

〇

年

代

の

後
半

か

ら
、

五
〇

年

代

に

入

り
、

飛
躍

的

に

増
加

し

て

い

る

こ

と

が

わ

か

る

。

ダ

イ

ヤ

ル

を
回

す

だ

け

で

全
国

ど

こ
に

で

も
直

接

話

し
合

え

る
電

話

の

便
利

さ

は
他

の
通

信

手
段

に

は

な

い

も

の

で

あ

り
、

そ

れ

が

ま

た
電

話

の
普

及

に

拍
車

を

か

け

る
結

果

と

な

っ

た

。
現

在

で

は

手
紙

を

書

く

よ

り

も
電

話

で
用

事

を

す

ま

せ

る

の

が

一

般

的

な

生

活

に

な

っ

て

い
る

。

３

有

線

電

話

南

箕

輪

村

農
業

協
同

組

合

が

農

事

放

送

施

設

（
有
線
放
送
）

の

設

置

を

決

定

し

、

人
札

会

を
開

い
た

の

は

昭

和

三

三

年

八

月

二

三

日

で

あ

っ
た

。

翌

二

四

日

、

松

下

電

器

産
業

株

式

会

社

松

本

出

張

所

宛

に

落

札

通

知

書

が

組

合

長

理

事

征

矢

善

一

郎

名

で

発

送

さ

れ

て

い
る

。

落

札

金

額

八

〇

〇

万

円

工

事

期

間

は

九

月

一

日

か

ら

一

一

月

一

五

日

ま

で

で

あ

っ
た

。

正

式

契

約

は

八

月

二

六

日

に

な

さ

れ

て

い
る

が

加

入

戸

数

一

一

〇

〇

戸

を

基

準

と

し

て

の
も

の
で

あ

っ

た

。

工

事

は
契

約

通

り
九

月

一
日

か
ら

始

め
ら

れ

た

。
工

事

中

労

務

者

や

電

柱

の
確

保

な

ど
、

農

協

は
最

大

限

の
努

力

を

し

て

い
る

。

ま

た
、

電

柱

の
皮

剥

な

ど
、

各

区

で

労

務

を

提

供

す

る
な

ど

の
協

力

が

あ

っ

た

。

一
方

、

工

事

の

進
行

と
共

に

加

入

者

の
募

集

も

併

行

し

て
進

め

ら

れ

た

。
加

入

者

工

事

負

担

金

は
組

合

員

三

〇

〇

〇

円

、

非

組

合

員

は
五

〇

〇

〇

円

で

あ

っ

た

。

そ

の

た

め
、

組

合

に

加

入

し

、

有

線

を
設

置

す

る
家

も

あ

っ

た

。
し

か
し

、

組

合

員

で

あ

り

な

が

ら
加

入
申

込

み

を

し

な

い
農

家

な

ど
も

あ

り
、

各

部

落

役

員

を
通

じ

て
加

入

を

促

す

な

ど

の
努

力

を

図6-67　 南箕輪有線本部

し
て
い
る
。

計
画
当
初
一
一
〇
〇
戸
の
加
入
を

予
定
し
工
事
を
開
始
し
た
の
で
あ
る

が
、
三
三
年
一
〇
月
に
は
ほ
ぼ
そ
れ

に
近
い
加
入
者
を
得
て
い
る
。
公
社

電
話
の
設
置
数
の
少
な
か
っ
た
当
時

と
し
て
は
公
社
電
話
へ
の
接
続
は
魅

力
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
居
な
が

ら
に
し
て
隣
近
所
と
連
絡
が
と
れ
る

と
い
う
こ
と
も
都
合
の
い
い
こ
と
で

あ
っ
た
。

有
線
電
話
業
務
の
許
可
か
お
り
だ

の
が
昭
和
三
三
年
一
〇
月
二
五
日
で

あ

る

。
南

箕

輪

有

線
本

部

で

は

こ

の
日

を
運

用

開

始

の
日

と

し

て

い

る

。
本

部

は

南

箕

輪

村

四

九

三

六
番

地

へ
設

置

し

た

。
機

種

は

ナ

シ

ョ

ナ

ル

手
動

式

交

換

機

で

あ

る

。
設

置

費

用

は
付

帯

工

事

を
含

め

て

八
五

一
万

二

二
八

六
円

で

あ

っ

た

。

資

料

か

ら

も

わ

か

る

よ

う
に

有

線

電

話

は
発

足

二
年

め
に

し

て
、

加

入
者

の
間

に

す

っ

か
リ

定

着

し

て

い

る

。
公

社

電

話

の
少

な

か

っ

た
当

時

と
し

て

は
、

有

線

は

村

民

の

情
報

伝

達

手
段

と

し

て
大

き

な
役

割

を
果

た

し

て

い

た

の

で

あ

る

。

有

線
放

送

事
業

の

沿
革

昭
和
三
三
年
一
〇

月
二
五
日
　

手
動

式
有

線
放

送
電
話
業
務
許
可
、
交
換
及

び
放
送
開
始

″

四

三
年
一
〇

月
二
五
日
　

自
動

式
有

線
放

送
電

話
業

務
許
可

″

四
五
年
一
〇

月
二
一
目
　
公
社

電
話
と
の
接

続
開
始

″

四
七
年
　

五
月
　

一
日［
　
南
箕
輪
農
協
か
ら
伊

那
農
協

へ
継

承

″

五
〇
年
　
五
月
二
〇
日

公

社
電
話
と
の
夜
間

接
続
廃
止
（
午
後
九
時

か
ら
午
前

七

時
ま
で
）

7腔



第６章 村 の発 展

通

話

数

時

間

2
5
　
5
5

－

Ｉ
～

Ｉ
Ｉ

ア
　

８

10

00

15　　12:40　　3:00ｉ

ｌ

～

―－５３

20　　12:00　　2:00　　5:00

９

00　　10圓

ｑ

ａ

Ｘ

Ｉ

ｓ

６
　

７6:00

図6-68　時間別平均 通話数（昭和35年）

昭
和

五
一
年
　

五
月
　

一
日
　

公
社
電

話
と
の
接

続
時
間

短
縮

（
午
前

八
時

三
〇
分

か
ら

午

後
五
時
ま
で
）

″

五
三
年
　

四
月
　

一
目
　

公
社
電
話
と

の
接
続
廃
止

有

線

放

送

事

業

の
現

況

公

社

電

話

の
普

及

と

共

に

、

公

社

電

話

と

結

ぶ

有

線

電

話

業

務

は
し

だ

い
に

魅

力

を

失

っ
て

い

っ
た

。

し

か

し

、

昭

和

四

三

年

自

動

交

換

機

が

設

置

さ

れ

て

か

ら

は
村

内

は

無

料

で

通

話

で

き

る

こ

と

に

な

り

、

か

え

っ
て

利

用

は

増

加

し

た

と

い

表6 -89　 有線部落別加入率　　　59 年 ３月31 日現在

世帯数 有線加入数 未加入数 加入率

久　保

中　込

塩 ノ井

北　殿

南　殿

田　畑

神子柴

沢　尻

南　原

大　芝

大　泉

北　原

206

171

96

638

176

340

377

279

132

115

225

15

141

2

89

416

153

222

155

48

66

35

205

14

65

169

7

222

23

118

222

231

66

80

20

1

68

1

93

65

87

65

41

17

50

30

91

93

内　中原寮49
仙丈荘 ３

内老人 ホーム76

合　計 2,770 1,546 1,224 56

わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
情
報
伝
達
網
と
し
て
最
も
大
切
な
普
及
率
は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ

ろ
う
か
。
表
６
－
8
9
で
み
る
と
有
線
加
入
数
は
一
五
四
六
と
な
っ
て
お
り
、
全
世

帯
に
対
す
る
加
入
率
は
五
六
％
で
あ
る
。
こ
れ
は
昭
和
四
〇
、
五
〇
年
代
に
南
箕

輪
の
世
帯
数
が
急
激
に
伸
び
た
の
に
対
し
、
有
線
加
入
者
が
伸
び
な
か
っ
た
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
昭
和
三
六
年
度
加
入
者
一
一
五
五
に
対
し
、
昭
和

五
八
年
一
五
四
六
だ
か
ら
、
実
質
増
加
台
数
は
三
九
一
台
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
結

果
、
有
線
放
送
は
し
だ
い
に
全
村
的
な
連
絡
放
送
網
と
し
て
の
意
味
を
失
っ
て
来

て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

本
来
、
有
線
放
送
は
農
事
有
線
放
送
と
し
て
、
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。
発
足
当
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第８節　生活 の近代化
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０
　

０
　

０
　

０
　

０
　

０

４
　

３
　

２
　

－
　

０
　

９
　

８
　

７
　

６

２

２

２

２

２

２

２

２

。

乙

乙

に

０
　

０
　

０

０
　

０
　

０

４
　

３

『
／
』

53　　　54　　　55　　　56( 年)

図7-69　 電話と有線の加入状況の推移

初

は
村

内

世

帯

数

に

し

め

る

農

家

世

帯

の
割

合

が

高

か

っ
た

こ

と

も

あ

り

、

全

村

へ

の
連

絡

放

送

網

と

し

て

活
用

さ

れ

て

い
た

。

し

か

し

普
及

率

が

五

〇
％

台

に

な

っ

た
最

近

は
再

び
農

事

放

送

と

し

て

の
色

合

い
を

強

め

て

来

て

い
る

。

最

後

に

有

線

放

送

の
現

況

は
次

の

よ

う

で

あ

る
。

・

有

線

放

送

事

業

の
概

要

（
昭

和

五

九

年

度

末

）

の

加
入
数
　

一
、
六
五
三
（
公

共
施
設
、
団
体

、
事
業
所

等
を
合

む
）
電

話
機
数

一
、

七
〇
三

②
基
本
料

金
　

月

額

九
〇
〇
円

基
金
　
一
五
○
円

四
　

報
　
　
　

道

Ｈ
　

南
箕
輪
村
勢
要
覧
と
村
報
「
南
み
の
わ
」

１

村

勢

要

覧

村
内

の
各
種
統
計
を
主
体
と
し
た
「
南
箕
輪
村

勢
要
覧
」
が
役
場

か
ら
発
行

さ

れ

て

い
る

。

細

か

な
統

計

が
記

さ

れ

て

お

り
、

村

の
発

展

を
知

る
う

え

で

貴

重

な

資

料

と

な

っ

て

い
る

。

大

正

一

五
年

四

月

調

製

の
村

勢

要

覧

の
項

目

は
次

の

よ
う

で

あ

る

。

倒
　

土
地
戸
口

そ
の
他
　

㈲
　

教
育
　

㈲
　

勧
業
　

㈲
　

財
政
　

㈲
　

兵
事
及
び
衛
生

㈲
　

交
通
　

⑦
　

摘
要

そ

の
後

の
要

覧

は
統

計

項

目

は
細

か

く

な

り

、

役

職

者

の
氏

名

な

ど

も

記

さ

れ

る
よ

う

に

な

る

が

、

基

本

的

に

は

、
大

正

一

五

年

の
も

の
が

生

か

さ

れ

て

い
る

。

最

近

の
村

勢

要

覧

、

昭

和

五

七

年

版

を

見

る

と

統

計

主

体

で

あ

る

こ

と

に

変

わ
り

は
な

い
が

、

表

紙

は
役

場

新

庁

舎

の

カ
ラ

ー

写

真

で

あ

り
、

統

計

の

各

種

グ

ラ

フ

を

用

い
て

カ
ラ

ー
印

刷

を

す

る

な

ど
、

見

や

す

く

わ
か

り

や

す

い
編
集

に

心

が

け

て

い
る

こ

と

が

う

か

が

わ
れ

る

。

頁

数

は

一

四

ペ

ー

ジ

と

な

っ
て

い
る

。

村

勢

要

覧

は

毎

年

又

は

隔

年

に
発

行

さ

れ

て

い
た

も

の

と
思

わ

れ

る

が
、

残

念

な

こ

と

に

大

正

一

五

年
以

前

の
も

の
は

よ

く

わ

か

ら

な

い
し

、

そ

れ
以

後

の

も

の

も

抜

け

て

し

ま

っ
て

い
る

と

こ

ろ

が

多

い
。

貴

重

な

資

料

と

な

る

の

に

残

念

な

こ

と

で

あ

る

。

２
　

村

報

「

南

み

の

わ

」

村

報

「

南

み

の
わ

」

の
第

一

号

が
発

刊

さ

れ

た

の

は
昭

和

四

四

年

九
月

二
〇

日

で

あ

る

。

そ

れ
に

は
、

村

議

会

の
報

告

、

伊

那
西

部

地

域

農

業

開

発

、

村

財

政

に

つ

い
て

の
報

告

、

そ

の
他

村

の
行

政

機

構
に

つ

い
て
述

べ

て

あ

る

。

村

報

が

ほ

ぼ
現

在

の
形

に

な

っ

た

の

は
、

昭

和

四

八
年

一
〇

月

一
〇

日

発

行

の

第

七
号

か

ら

で

あ

る

。
今

ま
で

の
報

告

形

式

か
ら

、

村

民

の
生

活

に

役

立

つ
記

事

が
多

く

な

り
、

写

真

も
多

く
使

わ

れ
、

活

字

も

大

き

く
な

っ

て

い

る

。

一
面

に

村

の

人
口

と
大

き

な
写

真

、

横

書

き

と

い

う
形

式

は

こ

の
時

か
ら

の
も

の
で

あ

る

。

村

報

は
当

初

、

定

期

的

に

刊

行

さ

れ

て

は

い
な

か

っ

た

。
年

二

回

発

行

と

い

う

の

が
普

通

で

あ

っ

た

。

こ

れ

が
毎

月

一
回

、

一

日
に

発

行

さ

れ

る

よ

う
に

な

っ

た
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第６章 村 の 発 展

現
在

二
紙

発

行

さ

れ

て

い
る

。

南
み
の
わ
新
聞

図6-70　 村報南みのわ

の
は
昭
和
四
九
年
七
月
一
日
発
行

の
第
一
号
か
ら
で
あ
る
。
以
後
毎

月
発
行
さ
れ
、
昭
和
六
〇
年
一
月

一
日
号
が
第
二
二
三
号
と
な
っ
て

い
る
。
頁
数
は
コ

ー～
二
〇
ペ
ー

ジ
で
あ
る
。
昭
和
五
七
年
に
縮
刷

版
が
発
行
さ
れ
第
一
号
か
ら
掲
載

さ
れ
て
い
る
。

§
　
新
　
　
　
聞

１
　
南
箕
輪
の
新
聞

南
箕
輪
の
名
の
っ
い
た
新
聞
が

「
南
み
の
わ
新
聞
」
と
「
南
箕
輪
日
報
」
で
あ

創
　
　
刊
　
昭
和
五
六
年
七
月
二
一
日

発

行

所

箕
輪
町
松
島
「
南
箕
輪
新
聞
社
」
発
行
人
薩
摩
光
三

発
行
部
数
　
コ

ー○
○
部
　
定
価
一
か
月
八
〇
〇
円

南
箕
輪
日
報

創
　
　
刊
　
昭
和
五
九
年
一
〇
月
二
四
目

発

行

所
　
伊
那
市
御
園
「
南
信
日
日
新
聞
社
」

発
行
部
数
　
コ

ー○
○
部
　
定
価
一
か
月
六
〇
〇
円

２
　

一
般
紙
の
購
読

地
方
紙
と
言

わ
れ
て

い
る
信
濃
毎
日
新
聞
、
中
日
新
聞
、
南
信
目

々
新
聞
、
伊

那
毎
日
新
聞
等
そ

れ
に
全
国
紙
と
言

わ
れ
て

い
る
読
売
新
聞
、
朝

日
新
聞

、
毎
日
新

聞
、
サ

ン
ケ
イ
新
聞
、
そ

の
他
各
種
産
業
新
聞
、

ス
ポ

ー
ツ
新
聞
な

ど
村
内
で
購

読

さ
れ
て
い
る
新
聞

の
種
類

は
多

い
。
昭
和
四

一
年
調
査
の
資
料
（
図
６
－
7
1
）

新 聞 名 胆売部数
100 200 300 400 500 600 700 800 900
1　　1　　1　　1　　1　　1　　1　　1　　1

信　 毎 833

朝　　日 302

コ毎　 ［ﾖ 50

Ξ士　　 士6冗　　 冗 50

中　 日 374

］

１

Eﾖ本経済 10

産　　経 ５

計 ｜，550 １世帯部数回 部(世帯数1,402)

表6-90　 日刊新聞の購読部数と普及

率の推移　　（村勢要覧）

南箕輪の新聞購読状況（昭和41. 9『上伊那誌』より）図6-71

年( 昭和) 購売部数 普 及 率

26

29

30

32

35

38

40

42

43

978

1,164

1,151

1,150

1,195

1,426

1,452

1,452

2,030

82.2％

97.2

98.4

98.4

93,7

107.9

106.8

106.7

140.7

に
よ
る
と
長
野
県
関
係
の
記
事
が

多
い
信
毎
が
最
も
多
く
、
次
に
や

は
り
県
南
の
記
事
の
多
い
中
日
が

続
い
て
い
る
。
信
濃
毎
日
新
聞
は

昭
和
一
七
年
、
新
聞
戦
時
統
制
に

よ
り
、
県
紙
と
し
て
は
信
毎
だ
け

と
な
る
機
会
に
恵
ま
れ
、
そ
れ
ま

で
北
信
地
方
中
心
の
地
方
紙
だ
っ

た
の
が
一
躍
県
下
全
域
を
カ
バ
ー

す
る
、
全
国
で
も
名
を
知
ら
れ
る

地
方
紙
へ
と
発
展
し
た
。

昭
和
五
〇
年
代
に
入
り
、
電
送

に
よ
る
全
国
紙
の
印
刷
が
可
能
に

な
り
猛
烈
な
販
売
拡
張
競
争
が
行

な
わ
れ
た
。
発
行
部
数
の
多
い
全

国
紙
の
伸
び
が
大
き
く
、
本
村
に

お
い
て
も
、
読
売
、
中
日
新
聞
の

部
数
が
伸
び
た
と
い
わ

れ
て

い

る
。
し
か
し
、
最
近
に
お
け
る
購

読
部
数
の
変
化
は
配
達
区
域
が
複

雑
に
入
り
く
ん
で
い
た
り
新
聞
販

売
店
の
系
列
化
な
ど
か
ら
正
確
な

数
字
を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。

次
に
、
新
聞
の
普
及
状
態
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
村
勢
要
覧
に
よ
る
統
計
は
昭

和
四
三
年
ま
で
で
、
そ
の
後
の
も
の
が
な
い
の
は
残
念
だ
が
、
購
読
部
数
は
着
実

に
伸
び
て
来
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
普
及
率
も
あ
が
り
、
昭
和
三
八
年
に
は
Ｉ

7 卯



第８節　生活 の近代化

○
○
％
を
越
え
て
い
る
。
昭
和
四
三
年
に
は
一
四
〇
％
あ
り
、
そ
の
後
の
各
新
聞

紙
の
部
数
増
加
を
考
え
る
と
、
現
在
で
は
、
平
均
一
世
帯
二
紙
購
読
時
代
に
入
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
一
般
紙
の
一
か
月
の
購
読
料
金
は

一
九
〇
〇
円
で
あ
る
。
二
紙
購
読
す
る
と
か
な
り
の
出
費
に
な
る
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
購
読
部
数
が
伸
び
て
い
る
の
は
、
情
報
伝
達
手
段
と
し
て
の
記
録
性
、

地
域
性
と
い
う
新
聞
の
特
性
を
最
大
限
に
生
か
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
テ
レ

ビ
が
急
速
に
普
及
し
た
昭
和
四
〇
年
代
、
一
時
新
聞
の
危
機
が
言
わ
れ
た
が
、
新

聞
は
そ
の
中
か
ら
立
ち
直
っ
て
、
村
民
の
間
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
情
報
源
と
し

て
定
着
し
て
き
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

叫
　
ラ
ジ
オ

ー
テ
レ
ビ

ー
　
ラ
　
ジ
　
オ

わ
が
国
で
ラ
ジ
オ
の
本
放
送
が
開
始
さ
れ
た
の
は
大
正
一
四
年
七
月
で
あ
る
。

そ
の
後
各
地
に
放
送
局
が
開
設
さ
れ
、
ラ
ジ
オ
は
し
だ
い
に
全
国
へ
普
及
し
て
い

っ
た
。
伊
那
谷
へ
強
力
な
電
波
が
届
き
、
ラ
ジ
オ
が
普
及
し
始
め
る
の
は
昭
和
一

三
年
コ

ー月
、
松
本
放
送
局
が
開
局
し
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
も
ラ
ジ
オ

受
信
機
は
あ
っ
た
が
電
波
の
届
き
具
合
、
受
信
機
の
性
能
や
価
格
が
高
い
こ
と
な

ど
か
ら
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
台
数
し
か
な
か
っ
た
。
昭
和
一
四
～
五
年
か
ら
普
及

し
始
め
、
戦
争
の
始
ま
っ
た
一
六
年
に
は
前
年
の
倍
近
い
契
約
数
と
な
っ
た
。
戦

事
中
の
ラ
ジ
オ
は
音
と
言
葉
で
戦
況
を
伝
え
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
当
局
に
よ

っ
て
活
用
さ
れ
、
受
信
者
に
と
っ
て
は
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
報
道
と
し
て
受
け
と
め

ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
戦
争
末
期
に
は
、
敵
機
の
襲
来
を
即
刻
伝
え
る
情
報
手

段
と
し
て
活
用
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
戦
時
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
ラ
ジ
オ
の
普
及

は
あ
ま
り
衰
え
を
見
せ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
普
及
率
か
ら
見
る
と
、
後
に
出
て

く
る
テ
レ
ビ
の
よ
う
な
爆
発
的
な
伸
び
は
見
ら
れ
ず
五
〇
％
を
越
え
た
の
が
、
松

本
放
送
局
の
開
局
後
一
〇
年
以
上
を
経
た
昭
和
二
五
年
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
順
調

に
増
加
し
て
い
る
が
契
約
数
の
ピ
ー
ク
は
昭
和
三
三
年
の
八
八
％
で
あ
り
、
そ
の

表6-91　 ラジオ・テレビ契 約数 と普及率

(村勢要覧)

年度
ラ ジ オ 白黒 テレビ カラーテレビ

契約数 普及率契約数 普及率 契約数 普及率

24

26

27

30

31

33

35

38

40

42

44

52

532

662

694

976

989

1,098

912

234

28

46.8

55.3

58.6

83.4

80.0

88.0

71.5

18.4

2

194

1,036

1,220

1,268

1,320

15.2

87.2

89.0

93.2

97.5 27

1,720

1.0

84.0

後
は
急
速
に
低
下
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
テ
レ
ビ
の
普
反
に
よ
る
影
響
で
、
全
国

的
に
同
じ
よ
う
な
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

ラ
ジ
オ
の
契
約
数
は
し
だ
い
に
減
少
し
て
い
っ
た
が
、
ラ
ジ
オ
が
普
及
し
な
く

な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
昭
和
三
〇
年
八
月
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ラ
ジ
オ
が
発

売
さ

れ
、
ラ
ジ
オ
の
小
形
、
軽
量
化
が
達
成
さ
れ
て
か
ら
は
、
一
台
の
ラ
ジ
オ
を
家
中

で
聴
く
時
代
か
ら
、
一
人
一
台
の
時
代
と
な
り
、
好
き
な
番
組
を
好
き
な
時
間
に

一
人
で
聴
く
よ
う
に
な
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
腰
に
ラ
ジ
オ
を
ぶ
ら
さ
げ
、
農

作
業
に
励
む
と
い
っ
た
姿
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
携
帯
に
便
利
な
小

型
ラ
ジ
オ
が
行
き
わ
た
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

２
　
テ
　
レ
　
ビ

昭
和
二
八
年
二
月
一
日
、
本
放
送
が
始
ま
っ
た
テ
レ
ビ
が
普
及
す
る
の
は
、
ラ

ジ
オ
に
比
べ
は
る
か
に
短
い
時
間
で
あ
っ
た
。
村
の
統
計
で
見
て
も
本
放
送
開
始

後
一
〇
年
で
八
七
％
の
普
及
率
を
示
し
て
い
る
。

見
知
ら
ぬ
世
界
の
国
々
の
様
子
や
中
央
で
の
で
き
ご
と
が
映
像
と
音
で
伝
え
ら

7沢



第6 章　村 の 発 展

れ
る
テ
レ
ビ
は
、
地
方
の
人
々
に
と
っ
て
は
大
き
な
驚
異
で
あ
り
、
ま
し
て
、
現

場
の
状
況
を
生
々
し
く
伝
え
る
ニ
ュ
ー
ス
は
迫
力
に
富
み
、
ラ
ジ
オ
に
比
ベ
テ
レ

ビ
の
魅
力
は
は
る
か
に
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
。

昭
和
四
〇
年
代
に
入
る
と
テ
レ
ビ
は
茶
の
間
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

テ
レ
ビ
の
カ
ラ
ー
放
送
が
東
京
と
大
阪
で
始
め
ら
れ
た
の
は
昭
和
三
五
年
で
あ

る
。
カ
ラ
ー
放
送
が
充
実
し
カ
ラ
土
ア
レ
ビ
が
各
家
庭
に
行
き
わ
た
る
に
し
た
が

っ
て
、
白
黒
テ
レ
ビ
は
、
カ
ラ
上
ア
レ
ビ
に
そ
の
座
を
ゆ
ず
っ
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
南
箕
輪
の
資
料
で
見
る
と
昭
和
四
四
年
が
白
黒
テ
レ
ビ
の
ピ
ー
ク
で
そ
の
後

は
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
が
中
心
と
な
っ
て
行
く
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
茶
の
間
に
は
大
型
の
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
を
置
き
、
個

室
に
は
小
型
テ
レ
ビ
を
置
く
と
い
う
よ
う
な
複
数
テ
レ
ビ
時
代
に
入

っ
て

い
っ

た
。
ま
た
、
Ｖ
Ｔ
Ｒ
の
普
及
に
よ
り
画
面
を
録
画
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
好

き
な
放
送
を
録
画
し
て
お
い
て
、
暇
な
時
ゆ
っ
く
り
見
る
と
か
、
両
面
を
保
存
し

て
お
く
な
ど
の
新
し
い
利
用
法
が
可
能
に
な
り
、
テ
レ
ビ
は
ま
す
ま
す
生
活
に
密

着
し
た
存
在
と
な
っ
て
来
て
い
る
。

第
九
節
　

文

化

と
教
育

一
　
学
　
　

芸

‥
｝‥
　
短
　
　
　

歌

１
　

明
治
以

後
和
歌
・
短
歌
の
流

れ

近

世
の
和
歌

は
お
お
む
ね
古
歌
集

の
『
万
葉
集
』
『
古
今
集
』
『
新
古
今
集
』
に

そ
れ
ぞ
れ
が
基
準

を
お
い
た
た
め
に
、
一
面
で

は
近
世

の
生
活
に
密
着
し
な

い
点

か

お
り
、

創
造
性
に

乏
し
い
と
こ
ろ
か

お
り
類
型
的
・
概
念
的
な

傾

向

が

あ

っ

た
。明

治
に

な
っ
て
も
初
期

は
旧
態
依
然

の
作
品

ば
か
り
で

あ
っ
た
。
二
〇
年
代
に

な
る
と
漸
く
和

歌
文
学

の
改
良

論
も
行

な
わ
れ
、

い
わ
ゆ
る
新
派
短
歌
運
動
と
称

さ
れ
る
和

歌
革

新
の
動

き
が
盛
ん
に

な
っ
て
き
た
。
新
派
短
歌
と

は
旧
派
和
歌
に

対
し
て
呼

ば
れ
る
名
称
で
近
代

短
歌

の
こ
と
で
あ
る
。

旧

派
が
伝
統
的
流
派
に

よ
る
古
習
墨
守

の
題
詠
主
義
に
対
し
、
新
派

は
、
自
由

な
個
性
的
な
実
景
、
実
情

主
義
で

あ
る
。
旧
派
歌
人

は
貴
族
・
国
学
者
・
僧
職
・

神
官
・
大

地
主
等
で
あ
り
、

新
派

は
国
民
文
学

と
し

て
す
べ
て
の
層
、
特
に
若

い

人

だ
も
の
手
に
よ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

明
治
も
三
〇

年
代

に
な
る
と
正
岡
子
規

の
『
歌

よ
み
に
与

ふ
る
書
』
与
謝
野

鉄

幹
の
『
亡
国
の
音
』
等
に
よ

っ
て
旧

派
を
脱
し
て
近
代

短
歌
へ
の
提
唱
か

お
り
、

そ

の
主
張

を
実
作
に
よ
っ
て
示

し
た
。
与

謝
野
鉄
幹

ら
の

ロ
マ
ン
主
義
、
尾
上
柴

舟
ら

の
叙
景
主
義
、
島
木
赤
彦
ら
の
写

生
論
に
よ
る
写

実
的
万
葉

主
義
、
自
然

主

義
を
主
張
す
る
流
派
、
若
山
牧
水
ら
の
主
情
的
印
象

主
義
、
前
田
夕
暮

ら
の
理
知

的
客
観
主
義
等

々
の
主
義
主
張

が
あ
り
、
明

治
後
期
か
ら
大
正

に
か
け
て
は
、

そ
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第９節　文化 と教育

れ
ぞ
れ
の
結
社
や
会
員
組
織
に

よ
る
雑
誌

の
発
行
か

お
り
論
争

が
あ
っ
て
歌

壇
は

か
つ
て
な
い
賑

わ
い
を
呈
し
、
作
歌
人
口
も
庶
民
層
に
拡
大
し

て
増
大
し

た
。

昭
和
に
な

る
と
自
由
律
短
歌
や
プ

ロ
レ
タ
リ
ヤ
歌
人
に
よ

る
作
品
が
現

れ
、
戦

時
に
な

る
と
愛
国
調
が
う
た

わ
れ
た
が
、
一
般
的
に
は
他
の
文
化
と
と
も
に
ま
ひ

状
態
に
な

っ
て
終
戦
を
迎
え

た
。

終
戦
直
後
は
短
歌
は
俳
句
と
と
も
に
「
第
二
芸
術
」
で
あ
る
と
の
批
判
も
お
こ

り
歌
壇
は
か
つ
て
な

い
不

振
虚
脱
状
態
に
陥
ろ
う
と
し
た
が
、
間

も
な
く
結
社
雑

誌
も
戦
前
仁

戻
り
歌
集

の
刊
行

、
短
歌
文
学
書
も
続
行

さ
れ
量
的
に
も
盛
況

を
示

し
て
新
し
い
歌
風

も
多

彩
に
現

れ
た
。

ア
ラ
ラ

ギ
派
の

短
歌
　

ア
ラ
ラ

ギ
派

の
短
歌

は
明
治
三
〇
年
代

の
初

め
、
正
岡

子
規
（
一
八
六
七
～
一
九
〇
二
）
が
短
歌
革
新

を
提
唱
し
、
万
葉
集

を
重

ん
じ
、

写

生

を
旨

と
す
べ
き
こ
と

を
主
張
し

て
発
足
し

た
根
岸
短
歌
会

を
源
流
と
す

る
。
子

規

の
没

後
は
歌
誌
「
馬
酔
木
」

の
発
刊
に
よ

っ
て
門
下

は
こ

れ
に
よ

っ
た
が
明
治

四
一
年
「

ア
ラ
ラ

ギ
」
が
刊
行
さ
れ
、
伊

藤
左
千
夫
と
そ
の
門
弟
で
あ
る
斉
藤
茂

吉
・
島
木
赤
彦
・
土
屋
文
明
ら
に
よ

っ
て
子
規
の
説
を
継
承
深

化
し
歌
壇
の
主
流

を
形

成
し

つ
つ
現
在
に
及
ん
で

い
る
。

ア
ラ
ラ
ギ
と
信
州
と
の
関
係
は
左
千

夫
在
世
当
時
か
ら
深

く
、
特
に
島
木

赤
彦

二

八
七
六
～
一
九
三
（
）
は
諏
訪
出
身
で
小

学
校
訓
導
、
校
長
、
視
学
等
を
歴
任

し
教
育
界
に
お

い
て
も
偉
大
な
存
在
で
あ

っ
た
。
そ
の
影
響
は
県
下

の
教

育
者
に

及

び
、

ア
ラ

ラ
ギ
に
傾
倒
し
て
作
歌
を
志
す
者
が
多
く
、
勢

い
、

そ
の
影
響
は
教

え
児
た
ち
に
も
及

ん
だ
。
赤
彦
の
影
響
を
直
接
受

け
た
本
郡

出
身

の
教

師
に
は
松

沢
平

一
・
松
井

芒
人
・
三
沢
孔

文
・
藤
沢
古
実
等

が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
外

に

ア
ラ
ラ

ギ
派

の
著
名

な
歌
人
が
し
ば
し
ば
本
郡
に
来

て
上
伊

那
の
ア
ラ
ラ

ギ
派

の
人
々
に
強

い
影
響

を
も
た
ら
し

後
述

す
る
よ
う
に
本
村

の
中
に
も

こ
の
派
に
属

す
る
歌
よ
み
が
出

た
。

太
平

洋
戦
争
終
了
後
間
も
な
く
長
野
市

に
発
行

所
を
持
つ
「
ヒ

ム
ロ
」

が
発
行

さ
れ
て
甲

信
越
の
ア
ラ
ラ

ギ
派
の
会
員

は
こ
れ
に
よ
る
者

が
多

か
っ
た
。
同

誌
は

発
行

所
を
松
本

に
移
し
て
現
在
に

至
っ
て
い
る
。

「
流
域
」

は
昭
和
二
二
年
、
松
井
芒
人
ら
に
よ

っ
て
伊
那
に
誕
生
し

た
。
こ

れ

は
ア
ラ
ラ

ギ
の
歌
風

を
目
標
と
し
、
そ

の
分
身
的
存
在
で
あ

る
と

い
え

る
。

「
国
土
」

は
、
昭
和
一
四
年
島
木
赤
彦

の
高
弟
藤
沢
古
実
（
一
八
九
七
～
一
九
六

也

主
宰
に

よ
っ
て
創
刊

さ
れ
、

二
五
年
ま
で
続

い
て

い
た
。
そ

の
後
、
し
ば
ら

く
休
刊
し
て

い
た
が
四
〇
年
再
び
復
刊
し
た
。
し
か
し
古
実
の
死
に
よ
っ
て
廃
刊

に
な

っ
た
。

潮
音
派
そ
の
他
　

「
潮
音
」
は

大
正
四
年
太
田

水
穂
（
一
八
七
六
～
一
九
五
五
）

ら
に
よ
っ
て
創
刊

さ
れ
た
。
水
穂
は
東
筑
摩
の
広
丘
に

生
ま
れ
、
長
野

師
範
を
卒

業
し
、
し
ば
ら
く
教
師
生
活
を
送
っ
た
後
、
明

治
四

一
年
上

京
し
て
若

山
牧
水
ら

の
歌
誌
「
創
作
」
の
刊

行
に
も
関

係
し
た
。
水
穂

は
芭
蕉

に
傾
倒

し
、

さ
び
、
し

お
り
、
に
お
い
、
響
き
等
芭
蕉
が
俳

諧
に
提
唱

し
た
要
素

を
短
歌

の

世

界

に

移

し
、
象
徴

主
義
に

よ
る
新
風

を
開

い
た
。
ア
ラ
ラ

ギ
の
万
葉
調
写
生
主
義
に
対

立

す
る
新
古

今
的
象
徴

主
義
を
主
張

し
た
。

「
白
夜
」

は
昭
和
三

八
年
に
潮
音

の
象
徴
的
傾
向
に
よ
る
宮
原
茂
一
ら
に
よ

っ

て
創
刊

さ
れ
た
。
茂
一

の
死
後
は
宮
原
あ

つ
子
に
よ

っ
て
継
承
さ
れ
て

い
る
。
現

在

は
潮
音
、
白
夜
系

の
連
中
が
一
緒
に
な

っ
て
「
上
伊
那
短
歌
会
」
を
結
成
し
て

い
る
。

「
美
穂
」
は
大
正
一
一
年
高
遠
町
に
お

い
て
豊
島
晃

（
一
八
九
一
了

一
九
四
五
）

に
よ

っ
て
創
刊
さ
れ

た
。
晃

は
弟
の
烈
（
逃
水
）
と
と
も
に
窪
田

空
穂

二

八
七
七

～
一
九
六
七
）
の
主
宰
す
る
歌
誌
「
国

民
文
学
」
に
よ
っ
て
そ
の
指
導
を

受

け

た

歌
人
で
あ
る
。
「
美
穂
」
は
昭
和
七
年
廃
刊
に
な

っ
た
平
明
な
現
実
主
義
的

傾

向

を
重
ん
じ

た
。
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２
　

国
学
者
並
び
に
平
田
門
系
の
和
歌

江
戸
時
代
中
期
以
降
勃
興
し

た
国
学

は
幕
末
に
な

る
と
地
方
に

も
浸
透
し

て
き

た
。
さ
ら
に
明
治

初
年

に
は
平
田
篤
胤

没
後
門
人

が
出

て
平
田
学

を
信
奉

す
る
人

た
ち
が
本
村
に
も
出

た
。

元

来
国
学

の
先
達

た
ち
は
和
歌

を
作

る
こ
と
を
学
問

を
す
る
方
法

の
一
つ
と
し

て

い
た
か
ら
、
国

学
を
学
ぶ
者

は
必
ず
和

歌
を
作
る
と

い
う

な

ら

わ

し

が
あ
っ

た
。
本
村
に
も
そ
の
風

を
受

け
名
主
や
地

主
階
級

の
国
学

を
学

ぶ
も
の
に

し
た
が

っ
て
作
歌
す
る
者
が
出

た
。
と
り
わ
け
平
田
門
流

は
国
学

の
伝
統

を
つ

い
た
花
鳥

風
月

を
詠
ず
る
ば
か
夕
で
な
く
、
敬

神
尊
王
愛
国

の
思
想
的

な
感
慨

を
う
た
う
傾

向

の
も

の
が
多

か
っ
た
。

春
の
田
を
か
へ
す
が
へ
す
も
咲
き
匂
ふ
花
に
心
を
つ
く
る
賤
の
を
　
　
　
　
　
　
貫
通

御
行

草
も
木
も
な
び
く
神
代
に
立
ち
帰
里
君
が
御
幸
に
あ
え
る
う
れ
し
さ
　
　
　
　
　

″

御
幸
を
祝
ひ
奉
り
て

い
づ
る
日
の
国
の
さ
か
へ
は
ま
す
か
が
み
曇
り
な
き
世
に
逢
ふ
ぞ
う
れ
し
き塵

局
孫
三
郎

図6-72　貫一通 歌 碑

貫
通
（
－

一
八
八
七
）
は
本

名
征
矢

五
郎
吉
（
五
六
吉
）
塩
ノ
井

幕

末
か
ら
明

治
に
か
け
利
支
や
真
白

ら
の
影
響

を
受
け

て
い
る
と
思

わ
れ
る
が

む
し
ろ
平
田

派
の
傾

向
の
歌
が
多

い
。
前
記
「
春

の
田

…
…
」

の
歌
碑

が
塩

ノ
井

の
国
道
沿

い
に
建
て
ら
れ
て

い
る
。

「
南
殿
里
人
六
人
一
首
寿
碑
」
の
和
歌
と
作
者

南
殿
行

者
坂
の
中

途
、
西

側
に
あ
っ
た
龍
麟
閣
境
内

に
こ
の
碑
が
あ
る
。
彿
陰

に
は
「
安
政
六
年
己
未
歳
三
月
十
八
目
」
と
あ
る
。

搬
斎
母
大
槻
み
乙
子
　
時
年
八
十
二
歳

な
が
ら
へ
て
齢
の
か
須
も
嬉
し
き
に
君
が
恵
み
を
か
さ
ね
つ
る
か
も

織
部
　
清
水
政
守
　
　
時
年
六
十
四
歳

い
つ
し
か
も
い
ぼ
た
の
を
の
の
月
影
に
ぬ
れ
て
吹
良
ん
秋
の
は
つ
風

小
文
治
　
有
賀
其
翁
　
時
年
五
十
九
歳

千
早
振
松
の
を
山
能
神
垣
に
か
は
ら
ぬ
春
の
花
も
咲
き
け
る

図6-73　 南殿里人 六人一首寿碑
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図6-74　 廸斎先生筆塚の碑

迪
斎
　
　
有
賀
光
敏
　
時
年
五
十
九
歳

竜
川
を
月
も
わ
た
り
て
筏
船
こ
ぎ
ゆ
く
か
み
に
千
鳥
鳴
く
な
り

次
郎
兵
衛
　
有
賀
守
義
　
時
年
九
十
九
歳

多
な
び
け
る
霞
の
な
か
を
こ
え
ゆ
か
む
名
こ
そ
の
関
の
花
の
盛
り
に

重
左
衛
門
　
清
水
光
康
　
時
年
五
十
一
歳

世
の
中
の
う
つ
る
な
ら
ひ
も
さ
く
花
は
昔
の
春
の
匂
い
こ
そ
す
れ

有
賀

光
敏
（
一
八
〇
二
－

一
八
六
八
）
迪
斎

は
そ

の
号

。

農
事

の
傍

ら
諏
訪

の
武
居

見
龍
に

つ
い
て
詩
歌

を
学

び
、

ま
た
書

を
よ
く
し
近
郷

の
子
弟
に
も
教
え

た
。
そ

の
編
著
に
「
迪
斎
輯
録
詩
歌
集
」
が

あ
る
。
没
後
そ

の
子
弟
に
よ

っ
て
「
迪
斎
先

生
筆

塚
」
が
桜
が
丘
に
建
立

さ
れ
た
。
選
文

は
木
曽

の
武
居
用
拙
で
あ

る
。

彿
陰
に
そ

の
漢
詩
（
後
出
）
と
和
歌
二
首
が
刻
ま

れ
て

い
る
。

南
殿
の
人
た
ち
の
和
歌

春
風
は
ま
だ
寒
け
く
に
窓
の
戸
を
閉
め
る
も
惜
し
き
梅
の
花
香

南
宗

打
渡
す
嵐
の
末
の
色
見
え
て
若
葉
漂
ふ
木
下
の
里

初
年
に
羽

う
ち
交
は
し
舞

ふ
鶴

の
千
歳

の
松
に
鳴
き
初

め
に
け
り

豊

か
な
る
秋
津
島
根

の
松
が
枝
に
な
れ
住
む
鶴
は
万
代

の
声

霜

さ
ゆ
る
月

の
光
も
匂
ふ
か
な
細
枝
に
三

つ
四
つ
梅
の
初
花

春
立

つ
や
霞
初
れ
ば
鶯
の
声
も
の
と
か
に
う
た
ふ
山
か
な

有　　 敬　　 一　　 竜　　 竜

賀　　 亮　　 真　　 川　　 叟言
光
彦

千
ま
ち
田

の
う
る
は
ん
ば
か
り
横
井

戸
の
水
し
来

し
な
ば
う
れ
し

か
ら

ま
し

尚

植
る
と
き
か
ざ
し
の
花

と
思
ひ
し

が
今
咲
く
見

れ
ば
手
折

る
枝

な
し

大
宗

夢

ぞ
と
は
常

に
い
へ
ど
も
束

の
間
に
今
日

の
祝
に
逢
ふ

ぞ
う
れ
し
き

有
賀
章

甫

匂
ひ

ぬ
る
花

の
さ
き
が
け
ほ
こ
り
か
に
早
咲
き
初
む
る
庭
の
梅
ケ
枝

国

当

夏
蚕
よ
し
尚
秋
蚕
よ
し
日
本

の
国
に
ま
れ
な
る
繭
ぞ
か
き
け
る

有
賀
上
俊

御
車
に
さ
さ
げ
て
も
か
な
信
濃
な
る
銕
捨
山
の
ま
ろ
き
月
影

有
賀
鍼
二

う
な

ゐ
等
と
共
に
ふ
み
お
も
学
ぶ
か
な
世
の
嬉
し
さ
を
教

へ
さ
と
し
て

清
水
徳
光

墾

代
の
月
に
か
す
み
て
見

ゆ
る
か
な
よ
し
の
の
山

の
花

の
下
陰

清
水
政
雄

群

肝
の
心
つ
く
し
て

Ｉ
す
じ
に
我

皇
国

の
道

を
こ

そ
ゆ
け

山
口
和
一
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第６章 村 の 発 展

お
し
め
ど
も
春
は
か
へ
ら
じ
散
る
花
を
袖
に
つ
つ
み
て
か
た
み
に
は
せ
ん

野
村
里
尾
子
　
南
殿

有
難
く
拝
す
心
の
通
し
し
は
千
草
の
花
と
あ
ら
わ
れ
に
け
り

原
新
吾
　
大
泉

神
の
木
の
雪
に
そ
ひ
へ
て
暁
の
気
高
く
見
ゆ
る
産
神
の
森

原
正
章
　
大
泉

ま
す
鏡
裏
に
澄
み
た
る
鶴
亀
の
齢
を
共
に
写
し
て
は
見
ん

信
隆

四
季
あ
り
て
皆
そ
れ
そ
れ
に
変
れ
ど
も
心
は
同
じ
六
つ
の
玉
川

輝
済
　
木
下
勇
久
保

年
月
の
重
な
る
優
に
名
に
め
で
て
千
代
を
へ
な
り
に
呉
竹
の
杖

具
平
　
山
崎
清
助
北
殿

３
　

潮
音
系
の
短
歌

桑
の
葉
の
眠
り
は
青
く
提
灯
の
灯
に
照
ら
さ
れ
て
我
が
帰
る
な
り

青
山
榛
三
郎

か
の
啼
く
は
あ
は
れ
山
鳩
吾
れ
も
い
っ
か
山
鳩
と
な
り
泣
い
て
い
る
か
な

同

青
山
榛
三
郎

（
一
八
九
一
一

一
九
七
二
）
本
名
松
沢
修
一
郎
。
田
畑

若

く
し
て
上
京
、
府
立
一
中

か
ら
第
八
高
等
学
校
、
早
稲
田

大
学
に
学

び
、
さ

ら
に
長
野
師
範
学
校

を
卒
業
し
て
大
正
六
年
よ
り
昭
和
二
八
年
ま
で
県
下

の
小
・

中

・
高
校
に
教
鞭

を
と
っ
た
。

短
歌

は
は
し
め
若
山
牧
水
に
師
事
し

た
が
後
に
太
田
水
穂

の
指
導

を
受
け
「
潮

音
」
に
作
品

を
発
表
し

た
。
大
正

一
一
年
松
本
在
住

の
と

き
同
志
と
「
山
河
社
」

を
結

び
歌
誌

「
山
河
」

を
主
宰
し

た
。
大
正

一
五
年

「
山
河
社
」

は
解
散

さ
れ
た

が
そ
の
後
は
小

学
校
長

を
歴
任

し
な
が
ら
作
歌

道
に

精
進
し
続

け
た
。
当
時
長

野

県

の
教

師
た
ち
は
多

く
ア
ラ
ラ

ギ
系
に
属

し
て
い
る
中

で
異

彩
を
放

っ
た
。
歌
集

に
『
山
と
太
陽
』
『
山
河
』
『
帰

去
来
』

等
が
あ
る
。

な
お
南
箕
輪
小
学
校
校
歌
は
こ
の
人
の
作
詞

で
あ
る
。

図6-75　 青山 榛三郎歌集「山河」と「帰去来」

訪
友

の
た
た
へ
て
云

ふ
に

ほ
こ
ら
し
く
仙
丈
岳
と
雪

の
山
さ
す

倉
田
月
哉

図6-76　 倉田月哉歌碑と「箕輪の月」
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か
く
あ

る
は
必
然
性
と
謂
ひ
な
が
ら
ひ
そ
か
に
か
こ
ち
脆
き
爪
切
る

同

月
哉

は
明
治
末
年

か
ら
作
歌

を
始

め
太
田
水
穂

が
「
潮
音
」
を
発
刊
す

る
と
直

ち
に
こ

れ
に
参
加
し

て
社
友
と
な

っ
た
。
水
穂
没
後

は
四
賀
光
子
に
師
事
し

た
。

昭
和
三

七
年
同
志
と
と
も
に
「

か
た
ば
み
会
」
を
結
成
し

た
。
三
九
年
七
月
村
公

民
館
に
そ

の

活
動

の
一
環
と
し

て
の

「
南
箕
輪
短
歌
会
」

発

足
の

中
心
と
な

っ

た
。
四
○
余
名
集
り
、
「
か
た
ば
み
会
」

は
発
展
的
に
解
消
し
た
。

四
〇
年
に

は

合
同

歌
集
「
穂
波
」
が
発
刊
さ

れ
第
二
号
が
出
る
ほ

ど
に
勢

い
づ

い
た
。
こ
の
会

は
流
派
に
こ

だ
わ
ら
な

い
集
ま
り
で
あ

っ
た
が
、
指
導
的
立
場
に
あ

っ
た
小
学
校

長
中
原
大
三

の
転
出
、
月
哉
の
他
界

に
よ

っ
て
漸
く
盛
ん
に
な
る
う
と
し
た
と
こ

ろ
で
瓦
解
し

た
。

月
哉
に
は
歌

集
『
箕
輪
の
月
』
正
続
二
篇
が
あ
る
。

前
記
「
訪
友
に
…
…
」
の
短
歌
は
中
部
保
育
園
西
に
教
え
児

等
に
よ

っ
て
建

て

ら
れ
た
碑
に
刻
ま
れ
て

い
る
。

朝
翁

は
西
駒
ヶ
嶺
に
射
し
そ
め
て
や
が
て
伊
那
谷
あ
ま
ね
く
照
ら
す堀

伊
波
穂
　
久
保

図6-77　 堀伊波 穂歌集「仙丈 の見える里」

経
ヶ
岳
扇
状
地
帯
ひ
ろ
ら
な
り
み
祀

も
吾

も
こ
こ
に

耕
す

同

堀

伊

波

穂

「
白

夜

」

会

員

。
歌

集

に

『
千

丈

岳

の
見

え

る
里

』

が

あ

る

。

か
ま

ど
の
火
楽
し
み
て
焚
く
老
母
あ

れ
ば
炊
飯
器
買
ふ
と
ふ
吾
娘
な
だ
め

つ
ヽ

滑
川
朝
千
代

御
子
柴

と
き
な
ら

ぬ
瑕
と
見
し
は
休
田
に
ひ
ろ
が
り
て
咲
く
お
も
だ
か
の
花同

滑

川

朝

千
代

「

潮

音

」
会

員

、

歌

集

『

お

も

だ

か

の

花
』

が

あ

る

。

ふ
く
よ
か
な
頬
に
流
る

ゝ
雫
あ
り
雪
に
埋
れ
し
路
傍
の
地
蔵

有
賀
殿
夫
　

南
殿

有

賀

殿

夫

は

俳

句

も
作

る

し
日

本

画

も
描

く
多

趣

味

な

人

。

け

じ

め

「
白

夜

」

の

会

員

と

な

っ
た

。

「

白
夜

」

お

よ

び

「
潮

音
」

系

歌

人
に

よ

る

「
上

伊

那
短

歌

会

」

の
作

歌

と

作

者

を

左

に

。

染

め
直

す
毛
糸

の
か
な
の
黄

の
色
反
射

ま
ぶ
し
く
春

の
陽

は
さ
す

原
正
秋
　
　
　

大

泉

台
風

の
振
り
こ
ぼ
し
た

る
籾

の
実
を
踏
み
に
じ
り
つ
つ
稲
刈
り
急
ぐ城

取

彦
三
郎
　

久
保

お
か
っ
ぱ

の
髪
に
リ
ボ
ン
を
つ
け
し
娘
は
初
潮

を
わ
れ
に
告

げ
て

う
つ
む
く

小
島

ゆ
き
ゑ
　

神
子
柴

寒
さ
を
も
忘
れ
て
雪
遊
び
す
る
孫
の
手
の
し
も
や
け
は
ぶ
っ
く
り
は
れ
る

太
田

っ
や

ゑ
　
神
子
柴

忽
然

と
行

手
覆
ひ

し
巨
大

な
る
裏
富

士
見
え
て

バ
ス
ど
つ
と

わ
く

宮
坂
春
蔵
　
　

久
保

針
持
て

ば
お
の
づ
と
心
静
ま

れ
リ

シ
ル
ク
ウ

ー
ル
の
や

は
き
感
触

藤
沢
弥
栄
子
　

田
畑

さ

わ
か
に
若
葉
と

な
り
て
衣
替
へ
競
ひ
っ

つ
映
ゆ
大
空

の
も
と

79７
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茜
草
お
ほ
へ
る
下

び
の
岩
清
水
父
母

の
墓
前
に
汲
み
て
ま
ゐ
ら
す

４
　

ア

ラ

ラ

ギ

ー
ヒ

ム
ロ

・

流

域

系

そ

の

他

の

短

歌

村
人
ら
判
持
ち
よ
り
て
低

利
資
金
償
還
延
期
の
願
書
作
る

戦
ひ
に
行
く
弟
よ
な
き
父

の
墓
辺

の
石
を
拾
ひ
て
行
き
ぬ

原
　

利
江
　

神
子
柴

仁

科
弥
生
　

神
子
柴

加
藤
明

治
　

塩
ノ
井

同

い
と
け
な

ぎ
さ
き

は
か
な
り
し
日
を
憶
へ
り
木
苗
赤
き
山
に
這
入
り

つ

旦

戸
力
雄
　
　

田
畑

父
母

の
老
い
っ
も
り
け
む
み
ち
の
く
の
流
ら
ふ
雪
の
光
わ
び
し
も

同

日

戸

力

雄

（
一

八
九
三
－

一
九
六

呂

晩

年

は
伊

那

市

に

住

む
図6-78　 宮坂佐登志歌集「伸びゅ く郷」

泉
湧
く
南
斜
面

の
あ
た
た
か
さ
雪
解
の
土
手
に
は
こ
べ
花
吹

く

原
　
正

寿
　
大

泉

肌
に
し
む
夕
風
受
け
て
庭
に
見

る
仙
丈
ヶ
岳
の
明
る
き
夕
映

宮
坂
佐
登
志
　

南
原

幅

広
き
北
京
市
内

の
大
通
リ
ニ
輛
連
結

の
バ

ス
の
つ
ら
な
り

同

宮

坂

佐

登
志
　

本

名

智

「

ア
ラ

ラ

ギ
」
「

流
域

」
「

ヒ

ム

ロ
」

の
会

員

。
歌

集

に

「

伸

び

ゆ

く

郷

」
か

お

る

。

搾
乳

に
暁
起

き
て
庭
に
見

る
西

空
低

く
月
輝

け
り

武
井
小
夜
子
　

南
原

季

節
花
つ
ぎ
っ
ぎ
咲
け
る
庭
あ
り
て
箭
り
居

れ
ど
も
心
足
り

お
り

清
水
民
子
　
　

南
殿

蕪
菜

畑
さ
く
り
て
お
れ
ば
紅
紫
蘇

の
湿
れ
る
土
に
花
こ
ぼ

れ
落

つ
浦

山
美
代
　
　

北
殿

手
を
つ
な
ぐ

道
祀
神
を
見

て
帰

る
道
雑
木
林

に
カ
ケ
ス
飛
び
交

ふ
加

藤
芳
子
　
　

沢

尻

県

境
ま
で
工

事
に
通
ふ
夫
と
子
に
予

備
の
懐

炉
を
持

た
せ
や

り
た
り根

橋
君
代
　
　

南
原

ア
ジ
サ
イ
の
花
時
過
ぎ
て
咲
く
か
げ
に
す
が
れ
て
か
た
き
紅

花
の
種堀

井

八
重
子
　

沢
尻

二
世
ら
の
代

と
な
り
元
拓
地
に
も
日
曜

は
日

曜
の
ム
ー
ド
漂

ふ

中
村
春

子
　
　

南
原

野
扱
き
終
え
萱
野

の
峯
に
と
も
る
灯
を
見
つ
つ
車
に
積

む
籾

重
し征

矢
ま
つ
子
　

塩
ノ
井

亡
き
鍛
に
教
は
り
た
り
し
数
字
よ
り
減
塩
に
し
て
味
噌
を
醸
し
ぬ

原
恵
津
子
　
　

大

泉

7 卵
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南

箕

輪

短

歌

会

会

員
　

人

と

作

品

草
家
に

あ
か
と
き
め
ざ
め
わ
が
お
れ
ば
黒
っ
ぐ
み
き
て
鳴
合

止
ま

ぬ
か
も

藤
森
茂
子
　
　

北
殿

植

ゑ
終
へ
て
腰
を

の
ば
し
っ
見
渡
せ
ば
稲
葉
に
夜
露
の
玉
光
る
見
ゆ有

賀
利
道
　
　

北

殿

春
雷
の
と
ど
ろ
き
止
み
て
谷
川
の
俄
か
に
瀬
音
高
ま
り
に
け
リ

北

条
　
　

優
　

北

殿

疲

れ
し
身

よ
こ
た
へ
お
れ
ば
今
日

も
ま
た
猫

が
寄

り
来
て
枕
辺
に
朧
く

有
賀

な
っ
よ
　

南
殿

陽

だ
ま
り
に
漬
菜

そ
ろ
へ

る
ば
ば
が
背
に
隣

の
猫
が
は
ひ
上
り
来

る小
島
ひ
さ
　

神
子
柴

初
刈
り
に
吾
を
案

じ
て
聞
く
嫁

の
優
し
き
こ
と
ば
に
痛
み
忘

る
る

丸

山
郡

武
　

神
子
柴

い
そ

い
そ
と
針
運
ぶ
手
ほ
っ
つ
ま
や
か
眼
鏡
を
か
け
て
母

は
衣

縫
ふ原

　
　

泉
　
　

大
泉

軒
先
を
通

る
度
毎
大
根
に
手
を
伸

べ
て
見

る
加
減

い
か
に
と
　
　

太
田
清
子
　

神
子
柴

頑
な
に
拒
み
っ

ゾ
け
る
老
い
し
夫
心
和
６‐

げ
ん
今
日

も
文
書
く

高
木

と
き
ゑ
神
子
柴

名

も
知
ら
ぬ
秋

の
小
草

の
一

も
と
が
刈
田

の
畦
に
地
に

っ
き

て
咲

く荻
原
滋
子
　
　

久
保

寒
き
夜

は
我
家

の
風
呂
が
一
番
と
勤
め
帰
り
て
吾
子
湯
に
浸

る

小
林
緋
沙
子
　

田
畑

甘
露
煮

か
漬
物
に
せ
む
か
と
秋
茄
子
に
し
ば
し
見
と
れ
ぬ
紫

の
濃
さ山

崎
み
よ
子
　

南
殿

毎
日

の
日
記

の
は
し
に
歌
を
書
き
拙
き
な
が
ら
生
き
が
ひ
と
し
っ

原

か
ず
ゑ
　
神
子
柴

駒
ヶ
岳
に

種
蒔
爺

の
影

立
っ
も

い
っ
に

な
く
寒
き
野
良
あ
け
と
な
る

山
崎
や
す
子
　
南
殿

嫁
が
せ
し
娘
を
偲
ひ
っ
つ
こ
の
夕
べ
妻
と
テ
レ
ビ
を
黙
し
見
て
居
り中

村
隆
太
郎
　
南
原

岩
登
る
赤
き
ザ
イ
ル
も
陽
を
受
け
て
ピ
ン
を
打
つ
手
に
落
石
止
ま
ず原

　
光
治
　
神
子
柴

梅
雨
け
む
る
白
樺
の
湖
静
ま
り
て
小
舟
い
く
つ
か
岸
に
よ
り
そ
ふ

蜂
谷
伊
佐
穂
　
北
殿

羽
織
地
は
で
き
な
い
ま
ま
に
今
こ
こ
に
か
た
み
と
な
り
て
母
は
逝
き
け
り

山
口
実
子
　
　
北
殿

礼
に
行
き
も
ら
ひ
て
帰
る
蕗
の
苔
ほ
ろ
苦
含
味
膳
を
に
ぎ
は
す

中
林
慎
子
　
　
南
殿

茜
雲
山
の
端
遠
く
飛
ぶ
鳥
を
眺
め
て
独
り
雪
原
に
立
つ

蜂
谷
　
誠
　
　
北
殿

脱
穀
に
追
は
る
る
日
々
に
野
も
山
も
秋
の
も
み
ぢ
は
増
し
て
行
く
な
り

堀
恵
美
子
　
　
久
保

初
孫
が
来
る
か
と
夫
は
お
せ
い
日
俎
燧
に
あ
た
り
電
車
待
ち
お
り

有
賀
静
子
　
　
南
殿

春
雨
の
夜
は
け
ぶ
り
て
沖
の
火
の
ご
と
北
殿
団
地
あ
か
り
ほ
の
見
ゆ上

原
千
尋
　
　
北
原

立
春
に
不
凍
栓
さ
へ
凍
り
つ
き
朝
飯
ぬ
き
て
バ
ス
に
間
に
合
う

小
林
寿
美
　
　
田
畑

い
く
度
か
又
縫
ひ
直
す
こ
の
布
団
学
生
寮
よ
旦
戻
り
て
五
年

有
賀
里
子
　
　
北
殿

畦
草
の
中
に
一
本
み
そ
は
ぎ
の
刈
る
に
は
惜
し
と
庭
に
移
せ
り

丸
山
清
一
　
　
久
保

猫
柳
や
っ
と
芽
生
え
て
ふ
く
ら
み
ぬ
あ
の
上
の
枝
芯
に
な
る
ら
む

倉
田
は
な
　
　
北
殿

7 卯
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ｍ

の
土
手
に
足
投

げ
出

し
て
野
良

の
ひ

る
箸
運

ぶ
手
に
沢

の
匂

ヘ
リ北

原

っ
た
ゑ
　
沢
尻

産
報

会
以

来
久
し
き
工

場
に
再

び
出

で
ん
百

姓
わ
れ
も

沢
田

光
雄
　
　

北
殿

さ
さ
や
か
に
生
き
た
し
と
思
ひ
今
あ
る
を
祖
母
の
墓
前
に
詣
で
て
告
げ
ぬ

伊
藤

久
子
　

小
学
校

雪
な
ぎ
に
種
蒔
爺
の
影
立
ち
て
野
良
明
近
吉
春
と
は
な
り
ぬ

北
原
と
み
ゑ
　

沢
尻

初

だ
よ
り
紙
一
ぱ

い
に
文
字
は
ね
て
孫
の
面
影
ま
ざ
ま
ざ
浮
ぶ

高
木
ま
っ
子
　

神
子
柴

以

上

の
潮

音

系

や

ア
ラ

ラ

ギ
系

に

属

さ

な

い
人

と

作

品

を

左

に

。

冬

の
林
こ

の
ひ
と

と
こ

ろ
陽

の
ぬ
く
し
子
ど
も

の
声

の
近
づ
き
て
去

る

高
木
澄
夫
　

神
子
柴

寂

し
さ
は
夕

べ
ま
す
ま
す
深

ま
り
て
斜

の
梢

の
雲

の
輝
き

同

高

木

澄
夫

「

創
作

」

会

員

と

な

る

。
歌

集

に

『
冬

の
林

』

が

あ

る

。

子
が
植
ゑ
し
花
か
ん
ら
ん
は
そ
れ
ぞ
れ
の
色

に
さ
へ
っ
っ
秋

だ
け
に

け
り

小
原
青
蝶

図6-79　 高木澄夫歌集「冬の林」

初
氷
張
り
し
と
告
ぐ
る
子
等
の
声
朝
の
し
じ
ま
に
高
く
聞
こ
ゆ
る

同

小
原
青
蝶
、
川
柳
文
芸

の
項
参
照
。
短
歌
は
「
美
穂
」
に
よ
る
。
自
選
歌
句
集

「
秋
寂
」
か
お

る
。

な
き
人
に
見
せ
ば
や
変
る
秋
の
来
て
西
天
竜
の
稲
の
さ
ざ
波

白
馬
堂
　
塩
ノ
井

白
馬
堂

は
本
名
征
矢

定
次
郎
、
楳
月

と
号
し
、
俳
句
も
作

っ
た
。
こ

の
歌

は
塩

ノ
井

神
社
南
の
歌
碑
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

≒
　

俳
諧
か
ら
俳
句
へ

伯
先
々

鶴
翁

な
き
後
本
村

の
俳

文
学
は
そ
の
余
勢
を
受

け
て
命

脈
を
続

け
て
い

た
。高

木
布
精
（
一
八
一
二
ｉ
八
四
）
は
文
化
九
年
木
下

の
荻
原

家
に
生
ま
れ
た
。
通

称
は
要
助
、
後
に
一
郎
と

い
っ
た
。
母
は
神
子
柴
高
木

甚
右
衛
門

の
娘
。
木
下

の

「
き
く
や
」
に
嫁
入
り
し
て
要
助
を
も
う
け
た
が

後
離
縁
し
て

要
助

（
布
精
）
を

連

れ
て
実
家
に
帰

っ
た
。

布
精

墜

⑨

坦
町

の
某
呉
服
店

の
番
頭
に
な

っ
た
が
商
売
よ
り
む
し
ろ
文
学
を
好

み
風
雅

を
愛
し
て

い
た
。
た
ま

た
ま
商
用
で
岡
崎
に
赴
き
鶴
田
卓
池

の
門
を
た
た

く
に
及

ん
で

い
っ
そ
う
俳
諧
に
興
味
を
持
ち

つ
い
て
学
ぶ
よ
う
に
な
り
、
結
局
は

商
人
に
不
適
格
と

い
う
こ
と
で
呉
服
屋

を
や

め
て
家
に
帰

っ
た
。
当
時
伊
那
に
は

越
後
長
岡
生
ま

れ
と
伝
え
ら

れ
て

い
る
漂
泊

の
俳
人
井
上
井
月
が

い
て
諸
方
を
回

っ
て
い
た
。
布
精

は
こ

の
人
と
風
交

あ
り
、
明
治
初
年
に
親
交

の
あ

っ
た
伊
那
市

上
牧

の
人
唐
木
菊
園
と
共
に
俳
諧

を
興
行
し

て
い
る
。

人
声
の
空
に
つ
か
へ
て
花
日
和
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菊
園

春
の
景
色
を
見
せ
る
小
簾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
月

市
に
振
る
斎
桶
の
若
鮎
盛
り
わ
け
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

布
精

そ
ば
へ
よ
る
犬
を
足
で
追
ひ
や
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

園

8卯
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ﾈ;

非

（
後
略
）

後
年
伊

那
俳

壇
の
大
御
所

と
な

っ
た
孤
島

の
馬
場
凌
冬

は
そ

の
師
事
し

て
い
た

空
羅

な
き
後
は
布
精

の
指
導

を
受
け

て
い
る
。
井
月
と
と
も
に
興
行
し

た
も

の
も

あ
る
。
そ
の
一
部

を
上

げ
る
。

梶
の
葉
や
も
立
戻
り
来
る
手
習
子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

凌
冬

残
暑
を
凌
ぐ
庭
の
打
水
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
月

織
証
月
の
支
度
の
調
ふ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

布
精

俵
の
外
へ
廻
る
米
虫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

冬

（
後
略
）

な

お
布
精
は
布
青
と

い
っ
た
と
き
も
あ
る
。
そ

の
俳
句
を
左
に

東
風
吹
く
や
柱
に
つ
た
ふ
鮭
の
塩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

布
青

宵
に
来
て
居
た
か
何
処
よ
り
初
か
ら
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

布
精

梅
咲
く
や
軒
に
干
し
た
る
屑
布
団
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

だ

布
精

の
門

人
は
主
と
し
て
木
下

・
田

畑
・
神
子
柴

・
横

山
・
小
沢
あ
た
り
に

か

け
て
多
く
、
文
化
・
文
政
年
間

の
俳
諧
の
盛
ん
で
あ

っ
た
後
を
受

け
継

い
で
上
伊

那
俳
壇
を
盛
ん
な
ら
し
め
た

の
は
布
精

の
力
で
、
そ
の
後
は
凌
冬
夫
妻

に
よ

っ
て

継

か
れ
た
と

い
わ
れ
て

い
る

。明
治
一
六
年
に
『
蜀
魂
集
』
に
践
文
を
書

い
て

い
る

。

明

治
中
期
に
な

っ
て
正
岡

子
規
が
連

句
非

文
芸
論
を
唱

え
て
以

後
連

句
は
微

々

た
る
も

の
と
な
り
ほ
と
ん
ど
発
句
だ
け
が
作
ら
れ
る
よ
う
に

な

っ
た
。
俳

句
と
い

う
語
は
寛
文
三
年

（
一
六
六
三
）

の

尾

蝿
集

に
見

ら
れ
、
元
録

ご
ろ
に

も
見

ら
れ

る
が
一
般
化

し
た
の
は
明

治
に
な
っ
て
子
規

の
俳
諧
革
新

運
動

が
活
発
に

な
っ
て

か
ら
で
俳

諧
の
発

句
の
意

味
か
ら
五
・
七
・
五
の
短

詩
を
俳
句

と
専

ら
い
う
よ
う

布精の短

冊

図6-80

に
な
っ
た
。

時
代
が
進
む
と
と
も
に
俳
句
の
世
界
も
時
代
に
適
応
し
よ

う
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
運
動
か
お
り
流
派
の
消
長
が
あ
っ
た

が
本
村
の
人
々
は
に
わ
か
に
一
新
す
る
こ
と
も
で
き
ず
布
精

な

き
後
は
馬
場
凌
冬
、
那
美
夫
妻

の
影
響

を
受
け
、

い
わ
ゆ
る
旧
派

の
流

れ
の
中

に

い
た
。

明
治
三
年
に
凌
冬

が
先
達
と
な

っ
て
伊
那
市
坂
下

に
円
熟
社
を
設
け
る
と
多
く

の
人

々
が
そ

の
傘
下

に
集

ま
っ
た
。
布
精
門
下

も
ま

た
こ

れ
に
加

わ
っ
た
。
凌
冬

は
明
治
三
五
年
九
月
に
没
し

た
が
そ

の
あ
と
は
妻
那
美
女
を
指
導
者
に
推
し
、
小

林
翠
朝

が
社
長
と
な

っ
て
結
社

は
維
持

さ
れ
た
。

明
治
二

七
年
荒
井
栗
人
が
円
塾
社

の
支
社
と
も

い
う
べ
き
矯
風
社
を
木
下

に
興

す
と
当
村
久
保

か
ら
も

｝
貫
、
美
和
女
、
月
哉
・
鶯
州
・
都
外
・

い
ね
女
等
が
こ

れ
に
よ

っ
た
。

一
貫
（
一
八
七
一
－

一
九
三
六
）
木
村
徳
太
郎
、

詩
歌
句
庵
一
貫
と
称
し
た
。
箕

輪
町
三
日
町
に
生
ま

れ
た
。
後
久
保
に
住
し
た
。
若

い
こ
ろ
は
農
業

に
従
事
す
る

図6-81　 一貫句碑（目ぐらし 塚）
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第6 章　村 の 発 展

傍
ら
島
山
啓
に
つ
い
て
漢
学
を
修
め
詩
文
の
素
養
を
得
た
。
ま
た
、
清
水
宗
淑
に

つ
い
て
和
歌
を
学
び
、
つ
い
で
俳
諧
を
学
ん
だ
。
は
じ
め
箕
輪
吟
社
を
起
こ
し
後

進
の
指
導
を
し
た
。
久
保
に
住
す
る
よ
う
に
な
っ
て
円
塾
社
の
支
社
と
も
い
う
べ

き
金
麗
会
を
創
始
し
た
。
さ
ら
に
伊
北
の
数
社
を
合
し
て
北
竜
会
を
創
立
し
初
代

会
長
と
な
り
、
当
地
方
俳
文
学
界
の
先
達
と
な
っ
た
。
円
満
無
碍
の
性
格
で
流
派

の

い
か

ん

を

問

わ
ず

多

く

の
結

社

と

も
関

係

し

、

交

遊

も

広

く

風

雅

の

士

で

あ

っ

た

。

昭

和

コ

二
年

没
（
六
八
歳
）
翌

一
四

年

三
月

門

人

・
知

己

等
に

よ

っ
て

「

日

ぐ

ら

し

」

塚

が

建

立

さ

れ

た

。

日
ぐ
ら

し
や
目
先

に
せ
ま
る
夜

の
帷
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
貫

こ

の
塚

は
久

保

旧

伊

那

街

道

沿

い

の
西

側

に

あ

る

。
こ

の
塚

建

立

の
日

集

る
者

五

〇

余

名

。
詩

歌

旬

庵

に

お

い
て

追

悼

の
俳

諧

連

歌

「

歌

仙

行

」

を

塚

の
旬

を

枕

に

し

て

興

行

し

た

。

蝸
や
眼
先

に
迫
亘

代
の
帷
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
貫

水
よ
り
上
る
月
前
の
冷
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
支

露
な
が
ら
鼠
尾
草
こ
こ
だ
折

り
と
り
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
翠

抱

か
れ
た
る
児

の
木
履

ふ
り
脱

ぎ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
流

（
箕
輪
）

（
後
略
）

こ

の

と

き

の
宗

匠

は
根

津

芦

丈

、

集

ま

っ

た
人

々

は
久

保

を

は

じ

め
近

郷

の

一

貫

生

前

の
知

友

た

ち
で

あ

っ

た

。

ち

な

み

に

芦

丈

は

昭

和

に

い
た

っ
て

も

俳

諧

連

歌

の

宗

匠

と

し

て

、

俳

諧

連

歌

の
命

脈

を

保

っ
た

大

で

あ

る

。

日

ぐ

ら

し

塚

建

立

記

念

句

集

が
発

刊

さ

れ

た

。

歌
仙

の
外

遺

作
百

旬

余

と
門

人

知

己

追

福

の
旬

を
載

せ
序

文

を
芦

丈

が

書

い

て

い

る

。

そ

の

う

ち
本

村

人

の
追

福

句

を

左

に

彼
岸
会

の
鐘
又
寒
き
響
き

か
な

春
泥
や
灯
火
消
へ
て
行
き
な
づ
む

久
保

北
殿

松
翠

一
影

呼
び
止
ん
人
影
淡

し
月
朧

こ
の
嵐

な
る
を
も
知
ら
で
花

の
春

花

に
嵐
諸
行
無
常

の
世

な
る
馥

雪
崩
来
て

訪
は
ん
方

な
し

の
ち
導

香
焚

い
て
梅

一
枚
を

手
向

け
り

涼
し
さ
や
仰
げ
ば
句
碑
あ
リ
藤
あ
り
て

月
雪

の
昔
語
ら
ん
苔

の
花

其

の
徳

の
朽
ち
ぬ
碑
文
や
苔
の
花

芽

藤
や
わ
く
碑
面
を
撫
て
ヽ
冴

え
返
る

久

保
μμμμ

北
斗

雪
峰

寿
山

芝
園

昇
月

″
　

伊

波
穂

塩
ノ
井
楳
月

//
μ

松

亭
水
師

こ
の
記
念
句
集
に
載
せ
ら
れ
た
一
貫
の
コ

ー五
句
よ
り
二
句
摘
録
す
る
。

は
な
び
ら
の
崩
れ
て
ゆ
ら
ぐ
牡
丹
か
な

岩
か
げ
に
渡
す
橋
あ
り
百
舌
の
声

美
和
女

工
一
九
一
三
）
東
松
園
美
和
女
、
久
保
の
人
。
凌
冬
門
下
で
後
那
美
女

に
師
事
す
。

寝
こ
ろ
ん
で
留
守
居
な
が
ら
や
遠
花
火

庭
掃
除
済
ん
で
振
舞
ふ
新
茶
哉

そ

の

他

矯

風

社

に

属

し

た

人

の

句

皮

足
袋

を
は
き
飽
き
も
せ

ぬ
翁
哉

十

の
余

は
数
知
ら

ぬ
子
も
手
ま
り
哉

こ

の
雨
に
色
香
も
さ

め
ぬ
桜
か
な

送
り
出
す
客
に
春
待

つ
名
残
哉

美
和
女

月
哉

鶯
州

栞み
ね
女

明
治
三
三
年
南
殿
龍
麟
閣
の
奉
額
に
近
郷
の
俳
人
が
句
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
の

う
ち
本
村
分
を
左
に
。
催
主
は
「
正
風
会
」
山
崎
清
高
・
山
崎
大
三
・
鹿
角
健
雄

・
池
上
貢
で
宗
匠
凌
冬
の
選
で
あ
る
。

ど
れ
も
み
な
食
は
れ
そ
う
な
り
春

の
草

噂
し
た
友

の
来
に
け
り
春

の
雨

飛

ぶ
鶯
の
佃

も
た
は
む
や
花

の
ち
リ

梅
月

泉
山

光
彦

郎2
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一
声
は
神
の
み
っ
げ
や
ほ
と
と
ぎ
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

き
ん
女

目
の
当
る
ま
で
の
光
今
枝
の
霜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

香
花

茶
の
話
花
の
話
今
春
の
雨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

酔
月

声
ふ
る
く
鳴
く
や
新
田
の
初
か
は
づ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
泉

旅
人
の
休
ん
で
も
居
る
清
水
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

治
月

一
羽
来
て
人
の
目
に
っ
く
鶯
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

芳
月

明
治

二
九
年

八
月
南
殿

の
池
上
鼎
こ
と

鉄
筆
館

一
峯

は
『
明
治
俳
諧
百
人
集
初

篇
』
を
編
集
起
板
発
行
し

た
。
こ

の
集

は
遠

く
は
秋
田
、
武
州
、
甲
州
等

の
俳
人

の
句
も

あ
る
が
大
部
分

は
諏
訪
、
伊
那

の
俳
人

の
も

の
で

あ
る
。
、芭
蕉

の
肖
像

と

句
、
其
角
、
嵐
言

の
句

を
巻
頭
に

お
き

Ｉ
頁
に

一
人

の
句
と
俳
画

を
載
せ

た
雅
致

あ

る
俳
句
集
で

あ
る
。
そ

の
う
ち
本
村
関
係

の
採
録

さ
れ
て
い
る
も

の
を
左
に
掲

げ

る
。

新
年
の
ゆ
き
や
袴
の
朝
き
よ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

深
泉
　
　
大
泉

袴
着
令
子
の
下
駄
直
す
親
心
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蛇
幕
済
　
ｍ

畑

月
々
口
花
見
の
里
や
ほ
と
と
ぎ
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

若
桂
　
　
北
殿

降
り
出
し
て
一
声
雨
の
時
鳥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

箕
斉
　
　
南
殿

明
治
三
四
年
鼎

の
子
貢

は
父

の
志

を
継

い
で

『
明
治
俳
諧
百
入
集
後
篇
』

を
編

集
起
板
発
行
し

た
。
そ

の
う
ち
本
村
関
係

の
採
録

さ
れ
て
い
る
も

の
を
左
に
掲
げ

白
雪

の
中
か
ら
せ

わ
し
梅

の
花

米

の
値
を
占
ふ
二
百
十
日
哉

花
見
え
て

Ｉ
汗
ふ
く
や
上
り
坂

赤
心
を
語

る
一
と
間
や
茶
立
虫

盃

の
も
や
う
が

ほ
し
や
菊

の
花

見

つ
く
せ

ぬ
秋

の
錦

の
野
山
哉

戻
り
気

は
誰
も

つ
か
ぬ
や
花

の
山

真
情
水

の
音

の
高

さ
よ
御
代

の
春

一 光 桑 鹿 其 木 梅

峯 月 山 里 進 山 雪

//　//　//　//　yy　Jjl　jﾙ:

美
和
女

久
保

図6-82　 明治俳諧百人集(jW頂　 談士背刀)( 県立長野図書館蔵)

意
理
は
南
殿
有
賀
意
理
風
一
庵

と
号
す
。
桑
山
は
南
殿
清
水
甲

子
太
郎
蔦
本
堂
と
号
す
。
俳
画

を
よ
く
し
た
。
文
人
と
の
風
交

多
く
辞
世
の
句
「
杖
に
身
を
ま

か
せ
て
彼
岸
ま
う
で
か
な
」
が

墓
石
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
光
月

は
南
殿
池
上
貢
、
彫
刻
師
鉄
筆

館
と
号
し
た
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
俳
文

学
人
口
は
相
当
数
あ
っ
た
が
明

治
以
後
ず
っ
と
旧
派
の
流
れ
に

い
て
月
並
調
の
作
句
を
な
し
て

い
た
。
そ
の
う
ち
我
が
国
の
俳
文
学
界
の
流
れ
が
月
並
調
か
ら
の
脱
却
を
試
み
て

い
る
風
潮
の
影
響
を
受
け
て
作
向
上
に
新
味
を
出
し
て
行
こ
う
と
い
う
流
れ
も
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
昭
和
初
年
久
保
西
念
寺
の
住
職
鶴
田
方
周

・
木
村

一

貫
・
赤
羽
樗
翁
・
馬
場
武
雄
等
久
保
の
同
志
と
と
も
に
「
金
麗

会
」
を
結
成

し

た
。
金
麗
会
は
西
念
寺
の
山
号
に
因
ん
だ
名
で
あ
る
。
メ
ン
バ
ー
の
家
を
回
っ
て

月
例
句
会
を
催
し
、
時
に
は
近
隣
の
円
塾
社
や
箕
輪
吟
社
・
北
竜
会
な
ど
の
会
員

の
来
会
す
る
も
の
も
あ
っ
て
一
時
は
盛
ん
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
宗
匠
の
一
貫
は

故
人
と
な
犬

太
平
洋
戦
が
熾
烈
に
な
り
同
志
の
死
去
等
に
よ
り
し
だ
い
に
衰
微

し
、
終
戦
後
解
散
し
た
。
金
麗
会
会
員
の
向
を
左
に
掲
げ
る
。

灯
を
遠
慮
し
て
出
た
も

の
の
五
月
闇

来
客
の
頓
知
先

づ
よ
し
初
笑
ひ

猟
天

狗
思
ひ
思
ひ
や
泊
山

竹
の
子

の
味
ひ
ゆ
か
し
宵
の
膳

北
斗

近
江

玉
章

千
秋

久
保

μ　　 μ　　 μ

8 昭
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親
心
知
ら
で
仔
馬

の
走
り
居
り

渡
舟
呼
ぶ
債
堤
今
春
の
草

寝

か
す
子
に
又
寝
か
さ
れ
て
昼
寝
哉

延

び
揃
ふ
笏
藪

の
た
く
ま
し
き

桑
棒

の
芽
松
光
り
し
雨
震
ふ

雨

に
散
る
梅
惜
し
み
て

も
お
し
み
て

も

霊
知

は
ふ
席
に
は

じ
け

か
し
蝶
遊
ぶ

彼
岸
会
や
梅

の
遺
墨
に
香

の
煙

花
衣
畳
み
っ
春
を
惜
し
み
け
り

い
た
づ
ら
に
孕
み
穂
食
む
仔
馬
哉

し
ら
鷺
や
青
田

の
へ
り
を
日

も
す
が
ら

細
リ

た
る
水
も
目

立
つ
や
雪

の
川

伊

波
穂

水
師

雪
峰

昇
月

芝
園

松
亭

月
馥

寿
山

松
翠

久
保

久
保

μ　　 μ　　 μ　　 μ
久
保

山
梨

一
貫
　
　

久
保

都
外
　
　

″

い
ね
女
　
　
μ

水
師

は
金
麗
会

の
創
立
に
参
画
し
そ

の
解
散
に

い
た
る
ま
で
芝
園
と
共
に
先
達
と

し

て
活
躍
し

た
。
水
師
夫
妻

の
追
悼
遺
稿
集
に
『
白
梅
集
』
が
あ
る

。
馬
場
家

の

墓
地
に

は
夫
妻

の
句
碑

が
あ
る
。

森
の
木
の
幾
世
香
に
立
つ
老
鶯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
師図6-83　 久保馬場水師夫妻句碑

暁
や
梅
の
白
さ
の
寒
う
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　近
江

昭
和
二
一
年
四
月
俳
句
結
社
「
み
す
ジ
」
社
が
美
篤
小
学
校
に
お
い
て
結
成
さ
　
卯

れ
、
俳
誌
「
み
す
ズ
」
が
九
月
か
ら
発
行
さ
れ
た
。
こ
の
誌
の
選
者
は
中
村
六
花

と
根
津
芦
丈
で
あ
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
俳
句
は
六
花
、
連
句
は
芦
丈
が
そ
れ
ぞ

れ
分
担
す
る
こ
と
に
し
た
が
芦
丈
系
の
人
た
ち
は
こ
れ
を
不
満

と
し
て
脱
退
し

た
。「
み
す
ソ
」

は
し
ば
し
ば
遅
刊
、
欠
刊
を
な
し
一
時
は
存
続
さ
え
危
ぶ
ま
れ

た
が
関
係
者
の
努
力
に
よ
っ
て
断
続
的
な
が
ら
続
け
ら
れ
六
花
が
選
句
に
専
念
す

る
こ
ろ
Ｉ

昭
和
三
九
年
こ
ろ
よ
り
経
営
が
軌
道
に
乗
っ
た
。

六
花
俳
風
の
系
譜
は

子
規
―
碧
梧
桐
－

乙
字
－

月
草
―
梅
の
門
－

六
花

と
い
う
こ
と
で
子
規
の
唱
え
出
し
た
新
俳
句
の
流
れ
に
属
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い

る
。本

村
か
ら
熱
心
に
投
稿
し
て
い
る
人
々
と
句
を
左
に
掲
げ
る
。

女
坂
肌
の
ど
こ
か
に
リ
ラ
匂
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　滝
沢
　
季
子
　
北
殿

春
泥
や
ポ
ケ
ッ
ト
ベ
ル
鳴
る
石
切
揚
　
　
　
　
　
　
　
　
　酒
井
　
日曰
好
　

″

焼
き
あ
げ
し
う
ぐ
い
の
腹
の
朱
は
消
え
ず
　
　
　
　
　
　
　有
賀
　
殿
夫
　
南
殿

踊
子
の
指
し
な
や
か
に
春
の
宵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　伊
藤
美
智
子
　
大
泉

昭
和
五
五
年
、
南
殿
有
賀
殿
夫
、
有
賀
喜
代
志
等
が
中
心
と
な
っ
て
「
南
箕
輪

句
会
」
を
は
し
め
た
。
初
め
は
矢
島
井
声
、
後
、
白
鳥
思
峯
を
師
匠
と
し
て
毎
月

作
句
に
精
進
し
て
い
る
。
会
員
の
句
を
左
に
掲
げ
る
。

初
な
り
の
胡
瓜
一
本
友
の
手
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　有
賀
在
代
志

石
楠
や
幾
筋
臼
き
獣
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
有
賀
　
芳
子

笑
む
栗
や
子
等
見
上
げ
い
る
午
後
三
時
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　原
　
み
き
子

台
風
の
迫
る
気
配
や
草
の
蝶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　篠
田
　
洋
子

川
底
に
金
魚
草
ゆ
れ
春
そ
こ
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　長
田
　
広
子

っ
ば
く
ろ
や
国
旗
掲
し
精
米
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　中
村
よ
し
子
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鶯
幾
羽
集
ふ
鎮
守
の
夏
木
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
水
　
量
子

梅
雨
冷
や
重
ね
る
足
に
猫
ま
と
ぶ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
美
智
子

尚

川

柳

文

芸

本
村
に
新
川

柳
作
句
者
の
あ
ら
わ
れ
た
の
は
昭

和
に
な

っ
て
か
ら
で
あ
る
。
昭

和
四
一
年
北

殿
の
小
原

青
蝶
が
中
心
と
な

っ
て
同

志
六
人
と
と
も
に
「
伊

那
川

柳

吟
社
」
を
結
ん
だ
時
に
始
ま
る
。
初
め
は
会
員
の
家
を
回

っ
て
句
会
を
し
て

い
た

が
そ
の
う
ち
伊

那
や
飯
田

方
面

か
ら
も
入
会
す
る
者
が
出
て
来
た
の

で

伊

那

へ

出
て
句
会
を
す
る
よ
う
に
な
り
句
誌
「
川

柳
伊

那
」
を
発
行

す
る
よ

う

に

な

っ

た
。句

誌
「
川

柳
伊

那
」
は
号
を
重
ね
る
こ
と

コ

ー
二
号
に
な
り
、

会
員

は
二
〇
〇

大
を
超
え
た
。
（
昭
和
五
九
年
九
月
現
在
）

北
殿
駅
に
昭
和
四

六
年

八
月

か
ら
川
柳

を
掲
載
し

て
電
車
待

つ
人

々
の
心

を
和

ま
せ

て
い
る
。
初

め
は
青
蝶

の
選
に

よ
り
掲
載
し

て
い
た
が
青
蝶
な
き
後

は
会
員

の
互
選
に
よ

っ
て
掲
載
句
を
決

め
る
こ
と
に
な

っ
て
現
在
に
及

ん
で

い
る
。

小
原
青
蝶
（
一
九
〇
一
丁

七
四
）
本
名
正
雄
、
少
年

の
こ

ろ
か
ら
俳
句
や
短
歌
を

作
り
壮
年

の
こ

ろ
一
時
作
句
作
歌
活
動
を
止
め
て

い
た
が
晩
年
に

い
た
っ
て
川
柳

を
作
る
よ
う
に
な
り
Ｎ
Ｈ
Ｋ
や
諸
種
の
新
聞
に
作
品
を
発
表
し
、
当
地
方
柳
壇

の

先
達
と
な

っ
た
。

教
師
と
い
ふ
名
で
腕
白
へ
手
が
縮
み

吸
ひ
さ
し
が
思
案
の
そ
ば
で
灰
に
な
り

本
村
の
川

柳
人
口
は
三
〇

大
に
及
ん
で
い
る
が

Ｉ
〇

年
以

上
作
句
を
続
け
「
川

柳
伊

那
」
の
会
員

と
な
っ
て
い
る
大
と
句
を
左
に
掲
げ
る

お
れ
な
り
に
生
き
抜
い
て
来
て
古
稀
と
な
り
　
　
　
　
　
　
有
賀
敏
光
　
南
殿

診
汐
ひ
く
な
の
は
が
き
風
邪
の
床
で
読
む
　
　
　
　
　
　
　
有
賀
里
子
　
北
殿

病
院
の
診
断
待
つ
間
の
禅
修
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

征
矢
春
樹
　
塩
ノ
井

舌
打
ち
を
す
れ
ば
気
の
済
む
程
の
日
々
　
　
　
　
　
　
　
　
中
村
春
子
　
南
原

節
回

し
繰
り
返
し
て

る
終
ひ
風
呂

都
志
照
子
　

北
殿

都
志
照
子
は
「
六
文
銭
上
田
吟
社
」
に
も
所
属
し
、
篠
井
駅
掲
載
川
柳
、
伊
那

毎
日
新
聞
、
防
犯
信
州
等
の
選
者
も
し
た
。

ま
た
、「
川
柳
し
な
の
」
や
徳
島
県
の
川
柳
社
「
す
だ
ち
」

に
よ
っ
て
作
句
を

送
り
続
け
て
い
る
。

匈
　
童
話
・
そ
の
他

１

童

話

加
藤
明
治
（
一
九
一
一
１
七
口

加

藤
明

治
は
明
治
四
四
年

塩
ノ
井

の
加
藤
利
三
郎

の
長
男
と
し

て
生

ま
れ
た
。

童話｢水つき学校｣ 加藤明治著図6-84

伊

那
中
学
校
（
現
在
の
伊
那
北

高
等
学
校
）
を
経

て
長

野
県

師
範

学
校
を
卒
業

。
諏
訪
郡
川

岸
小

学
校
訓
導

と
な
り
そ
の
こ

ろ
か

ら
歌
誌

「
ア
ラ
ラ

ギ
」

へ
短
歌

の
投
稿

を
始

め
た
。
ま
た
、
短

歌

と
あ
わ
せ
童
謡

を
盛

ん
に
書

き
島
田
忠
夫

の
指
導

を
受
け

つ

つ
新
聞
雑
誌
に
作
品
を
発
表
し
た
。

昭
和
三
四
年
童
話
集
『
あ
ん
ず
の
花
と
牛
車
』
発
刊
、
そ
の
こ
ろ
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
子

ど
も
の
時
間
」
な
ど
で
童
話
を
放
送
な
ど
も
し
た
。
翌
三
五
年
童
話
「
平
十
と
な

し
の
花
」「
つ
る
の
声
」
な
ど
一
連
の
短
篇
で
日
本
児
童
文
学
者
協
会
「
第
九
回

児
童
文
学
新
人
賞
」
を
受
賞
し
た
。

昭
和
三
九
年
信
州
児
童
文
学
会
会
長
と
な
る
。
翌
四
〇
年
『
水
つ
き
学
校
』
出

版
、
翌
四
一
年
に
は
『
水
つ
き
学
校
』
に
よ
っ
て
「
児
童
福
祉
文
化
賞
」
を
受
賞

し
、
厚
生
大
臣
よ
り
表
彰
さ
れ
た
。
翌
年
『
水
つ
き
学
校
』
は
全
国
学
校
図
書
館

協
議
会
よ
り
必
読
図
書
に
推
薦
さ
れ
た
。
単
行
本
で
は
こ
の
外
に
『
つ
る
の
声
』

郎5



第６章 村 の発 展

図6-86　 『基本算術書』有賀栄一著

図6-85　 童話『天神様』清 水俊雄著

『
コ
ナ
シ
原
の
鈴
虫
』
等
が
あ

る
。な

お
、
伊
那
中
学
校
在
職
時

代
に
「
伊
那
中
学
校
校
歌
」
を

作
詞
し
た
。
ま
た
、
昭
和
二
六

年
に
は
「
南
箕
輪
村
民
の
歌
」

を
作
詞
し
た
。

清
水
俊
雄
（
一
九
三
〇－

）

箕
輪
町
福
与
に
生
ま
れ
大
泉
の
住
人

と
な
っ
た
。
昭
和
五
八
年
童
話
集
『
天

神
様
』
を
発
行
。

２
　

数
　
　
　

学

有
賀
栄

一
　
二

八
八
〇
―
一
九
四
言

有
賀

栄
一
は

明

治
一
三

年

南
向
村

（
現
中
川
村
）
に

生
ま
れ
、

後
南
殿

の
有

賀
家

を
継

い
だ
。
明
治

三
六
年
長
野
県

師

範
学
校

を
卒
業
し
、
以

後
県
下

各
地

の
小
学
校
に
勤

め
て
大
正

五
年
北
安
曇

北
城
小
学
校
長
に
任
せ

ら
れ
て
以

後
は

各
地

の
尋
常
高
等
小
学
校
長

と
農
工
補

習
学
校
や
実
業
補
習
学
校
長

を
兼
任
し

た
。
’

そ
の
間
に
『
基
本
算
術
書
』
を
著
し
た
。
大
正
九
年
初
版
発
行
以
後
昭
和
一
四

年
ま
で
版
を
重
ね
る
こ
と
八
版
に
及
ん
だ
。
こ
の
書
け
大
正
か
ら
戦
前
ま
で
旧
制

中
学
入
試
の
た
め
に
算
術
の
実
力
を
つ
け
る
好
適
の
書
と
し
て
尊
重
さ
れ
た
名
著

で
あ
る
。

３
　

漢

詩

漢
詩

の
作
者
は
稀
で
あ

っ
た
・

迪
斎
有
賀
光
敏
は
数
十
篇
を
そ
の
著

゛
迪
斎
詩
　

郎

歌
集
」
に
載
せ
て

い
る
。
そ

の
一
篇
を
左
に
掲
げ
る
。

典
二
諸
子
・
乏
二
舟

天
竜
川
‘

短
棹
回
に
舟

迎
に
月

来
　

長
江

景
色
画
図
開

夜
深
時

聴
二
遥
々

響
‘
　漁
唱
数
聾
何
處
　
催

な
お
「
迪
斎
先
生
筆
塚
」
の
碑
陰
に
は
左
の
一
篇
が
刻
ま
れ
て

い
る
。

立
秋

梧
院
風
来

一
葉
飛

長
嵯

歳
月
如
二

流
水
・

更

看

漂

雨

打

・

皇

屏
・

ト
シ
テ
　

ル
　
　
　
ヲ

心

緒

悽

然
　

悟

二
昨

非

・

二
　

教
育
の
発
展

我
が
国
は
今
日
就
学
率
そ
の
他
の
面
で
世
界
有
数
の
教
育
の
普
及
し
た
国
と
い

わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
Ｉ
朝
一
夕
に
し
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ

れ
は
明
治
以
来
、
政
府
が
近
代
教
育
の
普
及
に
つ
と
め
、
ま
た
、
国
民
が
子
弟
の

教
育
に
熱
心
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

明
治
に
な
っ
て
政
府
は
国
民
皆
学
の
近
代
教
育
を
強
力
に
お
し
進
め
た
が
そ
れ

よ
り
以
前
、
幕
府
の
文
治
政
策
、
諸
藩
の
藩
校
、
庶
民
を
対
象
に
し
た
寺
子
屋
教

育
や
私
塾
の
普
及
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
の
が
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

国
民
皆
学
の
教
育
は
、
一
時
国
家
の
政
策
に
添
っ
た
方
針
と
内
容
に
よ
っ
て
国

民
を
戦
争
に
か
り
た
て
る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
、
あ
る
べ
き
教
育
の
姿
が

ゆ
が
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
今
日
庶
民
は
教
育
に
期
待
を
か
け
る
こ

と
過
去
の
い
か
な
る
時
代
よ
り
も
大
き
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
教
育
上
の
問
題
の
多

い
こ
と
も
か
つ
て
な
い
時
代
で
あ
る
。

本
村
は
児
童
全
入
で
き
る
保
育
所
か
ら
は
じ
ま
っ
て
す
ぐ
れ
た
施
設
あ
る
小
中

学
校
が
あ
り
、
地
域
内
に
高
校
、
大
学
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
高
等
技
術
専
門
校
も
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あ

る

。Ｈ
　

就

学

前

教

育

１
　

保

育

所

の

教

育

幼

児

期

は

人

間

の

性

格
形

成

の

う

え

で

最

も
大

切

な

時

期

で

あ

る

と
言

わ

れ

て

い
る

。

小

学

校

入

学
以

前

の

幼

児

に

は

身

体

的

生

活

・

知

的

生

活

・

情

緒

的

生
活

・

社

会

的

生

活

が

調

和

的

に
発

達

す

る

よ

う

に
配

慮

し
民

主

社

会

人

と

し

て

の

人

格
形

成

の

基

礎

を

作

る

よ

う

保
育

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

こ

の

こ

と

は
本

来

は

家

庭

で
行

な

わ

れ

る

べ

き

で

あ

る

が

、
現

在

は
望

ま

し

い
保

育

が
十

分

に

行

な

わ

れ

な

い
状

況

に

あ

る
家

庭

が
多

い

。

そ

こ
で

第

七
章

第

四

節

一
に

お

い

て
述

べ

る

よ

う
に

本

村

に

お

い

て

は
就

学

前

の

全
児

童

が
収

容

で

き

る
に

足

る
保

育

所

を
設

漑

し

、

こ

こ

の
集

団

の
中

に

お

い

て
養

護

と

教

育

と

が

一
体

と

な

っ

て
豊

か

な
人

間

性

を
も

っ

た
子

供

を
育

成

し

よ

う
と

し

て

い

る

。

田

保

育

計

画

保

育

所

の
保

育

目

標

は
厚

生

省

の
保

育

指

針

に

次

の
よ

う

に

示

さ

れ

て

い
る

。

ア
　

く

つ
ろ

い
だ
ふ

ん
い
気

の
な
か
で
、
情
緒
を
安
定
さ
せ
、
心
身

の
調
和
的
な
発
達
を

図
る
こ
と
。

イ
　

じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
養
護
の
ゆ
き
と
ど
い
た
環

境
の
な
か
で
、
健

康
、
安

全
な
ど
日
常

生

活
に
必
要

な
基
本
的

な
習

慣
や
態
度

を
養
う
こ
と
。

ウ
　

積
極

的
な
遊

び
や
仕

事
を
行

な
う
よ

う
に
促
し
、
自
主
、
協
調

な
ど
の
社
会
的
態
度

を
養
う
こ
と
。

エ
　
自
然
や
社
会

の
事
象
に

つ
い
て
、
興
味
や
関
心
を
も
た
せ
る
こ
と
。

オ
　
日
常
生
活
に
必
要

な
こ
と
ば
を
豊
か
に
正
し
く
身
に
っ
け
さ
せ
る
こ
と
。

ヵ
　

い
ろ

い
ろ
な
表
現
活
動
を
通
し
て
、
創
造
性
を
養
う
こ
と
。

キ
　
生
活

の
い
ろ

い
ろ
な
面
を
通
し
て
、
豊
か
な
情
操
を
養
い
思
考
力
の
基
礎

と
道
徳

性

の
芽
ば
え
を
つ
ち
か
う
こ
と
。

本

村

の
保

育

所

で

は
右

の

指

針

に

基

づ

い
て

次

の

七
領

域

を
設

定

し
、

こ

れ

を

図6-87　 舟をつくるぞ

図6-88　 学　 芸　 会

年
齢
と
季
節
に
応
じ
て
具
体
化
し
た
案
を
立
て
て
保
育
を
行
な
っ
て
い
る
。

一
健
康
安
全
　
二
社
会
　
三
自
然
　
四
言
語
　
五
音
楽
　
六
造
形
　
七
給
食

村
内
の
五
保
育
所
は
絶
え
ず
連
絡
を
密
に
し
、
研
究
し
合
っ
て
目
標
が
達
成
で

き
る
よ
う
歩
調
を
合
わ
せ
て
保
育
を
行
な
い
小
学
校
へ
入
学
し
た
と
き
そ
れ
ぞ
れ

の
保
育
所
か
ら
の
児
童
の
生
活
態
度
等
に
矛
盾
の
な
い
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
。

昭
和
五
九
年
度
　
保
育
日
程
、
休
み
、
年
間
の
主
な
行
事
、
保
育
計
画
を
次
に

掲
げ
る
。

②
　
保

育

日

程
（
必
要
に
よ
り
日
程
を
変
更
す
る
こ
と
も
あ
る
）

期

四

月～

四 五

間
月
　

七
日

保

育

時

間

登

園

一

八
時
三
〇

七

一
退
　
　

園

備

考

児

童

の
状
態
に
よ
り
降
園

さ
せ
る

郎7
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-

四

月
四

Ｓ月 Ｓ

－

五
月～

一

九
日

四
月

一
四
日

六
日

五
月
　

四
日

七
日

○
月

三
一

一
月
　

一
日

～
　

三
月
三
（

日

μ

一一

μμ//

三 四 三 二
時　時　時　時

三 〇 三 Ｅ
○　○　○　○
分　分　分　分

－ 一 一⌒午 午 昼家

睡 睡 食庭
開　開 開訪

始 始 始問一 一 一一
・
：

年

少

年

中

長

注
倒
　

土
曜
日
は
一
一
時
○
○
分
退
園
、
日
曜
祝
日
は
保
育
は
休
む
。

㈲
　

戦
員
研

修
会
等
必
要
に
よ
り
、
臨
時
休
園
や
保
育
時
間
を
短
縮
ナ

る
こ
と

も
あ
る
。

㈲
　

長
時
間
保
育
は
退
園
時
刻
を
午
後
五
時
～
六
時
ま
で
。

㈲
　

保

育

休

み

（
必

要

に

よ

り

変

更

す
る

こ

と

も

あ

る
）

年希年ぉ
レ 奉・

姦戸 牡

休　　
休

み育みみ

区

分

一

三 一 二 八月　月　月　月

二 三 二 一

七 一 九 三
日　日　日　日
Ｓ　Ｓ　Ｓ　Ｓ

四 二 一 八

月 月 月 月
一

三 二 七 七目 日 日 日

期

間

年
間

の
主
な
行
事
（
昭
和
五
九
年
度
）

八　 七 六　　　 五　　　 四≫
川 水 歯 母 父 交 子 歯 家 身 入
遊 あ 科 親 親 通 供 検 庭 体 所
び そ 衛 参 参 安 の 診 訪 測 式
ま び 生 観 観 全 日 ・ 問 定
す 大 指 ・　・ 指 ・ 健
つ 会 導 ク 虫 導 母 康
か ・　　 ラ 歯　 の 診

み 七　 ス 予　　 日 断
大 夕　 懇 防　 ・
会 祭　 談 デ　 親

り　 会 ｌ　 子
遠
足

行

事

一　　　 一　 一

一　 一　　　　 一　 〇　
九

一 ∧
郵 お 音 都 保 七 芋 老 遠 運 防
便 店 楽 合 育 五 掘 人 足 動 災

ご 屋 会 つ
参 三 リ ホ ・ 会 訓

っ さ ・ く 観 ・　・　｜ 祖 ・ 練
こ ん 懇 人 ＿ 健 焼 ム 父 歯 ・
・ ご 談 一 父 康 芋 運 母 科 親
ど っ 会　　 ・ 診 大 動 参 検 子
ん こ ・　 母 断 会 会 観 診 交

ど ク 餅　　 ・　　　
参　　　 通

焼 リ つ　 祖　　 加　　 安
き ス き　 父　　　　　　 全

マ 大　 母　　　　　　 教
ス 会　 の　　　　　　 室

行

事

一

一

一

一

新
入
児
健
康
診
断

遊
戯
会
・

お
別

れ
会

お
別

れ
遠
足

ひ

な
祭

り
・
防
災
映
画
鑑
賞

老
人

ホ
ー
ム
慰
問

記
念
撮
影
・
修
了
式

そ

の
他
　

各
月
誕
生
会
・
避
難
訓
練
・
身
体
測
定

保
育
実
習

生
受
け
入

れ
（
上
農
・
中
学
三

・
大
学

生
等
女
子
）

㈲
　

保

育
計
画
の

一
例
（
中
部
保
育
所
昭
和
五
九
年
二
月
）

主
題
　

表
現

あ
そ
び
や
集
団

あ
そ

び
を
楽
し
む

図6-89　 大きいいもができたぞ

目　　　 標

叡 鋒

祥　言 乃ﾂﾃ゙ﾞ

年

長

○　○
元寒発集
気 さに団

ににす
遊

遊負るび

ぶげ
を

ず゚　活

年

中

○　○
る表友元寒

現゚達気さ
遊 とにに
び一遊負
を緒ぶけ
すに ず゚

年

少

・健　　 康

一一一

才

未

満

児

○　Ｏ　Ｏ
ぼて食 る薄に寒
さ正器 着゚遊さ
なし を　のぶに
いい正 習 負゚
よ姿し　慣　け

う勢 く　を　ず
にで持　つ　

元

食こ っ　け　気

卯8
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社　　　 会 安全 ・健康

○　　　　○
加事社ぶとを約
すに会 協゚守束

る
喜々　力 りや

ん゚国　し友決
での　て だま
参行 遊 ちり

Ｏ　　　　Ｏ
潔身極育戸寒

にの的的外さ
す回に遊遊に

るりすびび
負

を゚る をやけ
清 積゚体ず

○　○
りみ進 自参節
と最ん分加分
げ後でのすの

るまと役る
行

で゚り割 事゚
や組に　に

○　　　○
気雪 る清 寒

を道 潔゚ さ

つ の　
にの

け歩　留 中

る行　意 で
に゚　す も

○　　　　○
ぶし友る動ぃ ル

て゚だ に゚ろ １
楽 ち　晨ぃル

し と　ダろ を
く協　加な守
遊力　す活り

○　　　○
す紙い う遊戸寒

る を が`ぶ
外さ

右゚手 い で゚に
ちふ ｀　元負

んき手　気 け
と鼻洗　 にず

○　　　　　 ○ 安　 全

○　　　○　　　○
靉 言 詰 付 立

言゚ 欝゚ ヅ

詰　 且　 牡

摺 四 六

○　　　○　　　○

注ぬ くし手
行ら排べ

意が て洗 くせ泄る

しる　きい 早゚ を ゜
てみ　れ を　目自
歩 々　 、き　に分
く雪　Ｖ ち　便か

道゚　にん　所 ら

を　ふ と　に知

以
下
自
然
・
言
語
・
音
楽
・
造
形
・
給
食
の
領
域
略

２
　
小
学
校
と
の
連
絡

保
育
を
本
来
の
目
的
と
す
る
保
育
所
か
ら
、
教
育
を
目
的
と
す
る
小
学
校
へ
入

学
す
る
に
つ
い
て
は
幼
児
に
と
っ
て
も
、
家
庭
に
と
っ
て
も
そ
れ
な
り
の
準
備
が

い
る
。
小
学
校
側
に
と
っ
て
は
、
保
育
所
で
し
つ
け
や
身
体
的
・
情
緒
的
・
知
的

能
力
の
伸
長
に
ど
ん
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
来
た
か
を
知
る
必
要
が
あ
り
、
保
育
所

側
に
と
っ
て
は
、
身
体
的
、
性
格
的
、
家
庭
的
に
特
に
配
慮
を
要
す
る
児
童
に
つ

い
て
は
わ
け
て
も
詳
細
な
連
絡
を
し
て
児
童
の
望
ま
し
い
成
長
発
達
に
資
す
る
話

し
合
い
を
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
こ
で
本
村
の
保
育
所
と
学
校
と
は
何
回
か

の
連
絡
会
を
持
っ
て
適
正
な
入
学
措
置
を
講
じ
る
よ
う
っ
と
め
て
い
る
。
た
だ
こ

こ
で
問
題
に
な
る
こ
と
は
、
保
育
所
は
役
場
の
生
活
課
の
管
轄
、
小
学
校
は
教
育

委
員
会
管
轄
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
国
の
段
階
に
お
い
て
保

育
所
は
児
童
福
祉
法
に
よ
っ
て
設
置
す
る
福
祉
施
設
で
厚
生
省
の
管
轄
に
属
し
、

小
学
校
は
学
校
教
育
法
に
よ
る
教
育
施
設
で
文
部
省
の
管
轄
に
属
し
て
い
る
た
め

で
あ
る
。

こ

の
管

轄

の
異

な

る

の
を

解

消

し

て

一
元

化

す

れ

ば

保

育

所

と

学

校

の
連

絡

は

よ

り
円

滑

に

な

る
と

思

わ

れ

る

の
で

あ

る

。
我

が

国

で

は
学

校

教

育

法

に

よ

っ
て

幼

稚

園

を
設

置

し

て
幼

児

教

育

を

行

な
う

こ

と

に

な

っ
て

い
る

。

し

か

し

現

今

の

実

情

は
幼

稚

園

の
数

は
少

な

く

、

本

村

の
幼

児

は

ほ

と

ん

ど

保
育

所

に

お

い
て

保

育

さ

れ

て

い
る

。

そ

し

て

保

育

の
内

容

は
幼

稚
園

の
教

育

内

容

と

ほ

と

ん

ど

変

わ

り

が

な

い
よ

う

に

計
画

さ

れ

て

い
る

。
現

今

の
社

会
状

勢

は
幼

稚

園

と
保

育

所

を

二

九
化

し

て
就

学

前

教

育

の
統

一

が
望

ま

れ

て

い
る

。

３
　

小

学

校

の
就

学
前

教

育

小

学

校

に

入

学

し

て
来

た
児

童

が
早

く

学

校

に

慣

れ
教

育

活

動

が

円

滑

に

進

め

ら

れ

る
よ

う
に

す

る

た

め
に

南

箕

輪

小

学

校

の
就

学

前

教

育

計

画

は
次

の
よ

う

に

立

て

ら

れ

て

い

る

。

昭
和
五
九
年
度
就
学
前
教
育

ね
ら

い

来
年
度
就
学
予
定
児

を
対

象
と
し
て
、
保
護
者
・
地
教

委
・
保
育
所

と
が
連
絡
を
密
に

し
て
、
下

記
の
計
画
に
従
い
、
入

学
児

童
の
受

け
入

れ
態

勢
を
整

え
る
。

計
画五

月
　

小
保
連

絡
会
　
現
一
年

生
を
担
任

さ
れ
て

い
た
保
育
所

の
先
生
方
と

の
連
絡

六
月
　

小
保
連

絡
会
　
来
入
児

（
年
長
組
）
を
担
任

さ
れ
て

い
る
先
生

方

と

の

連

絡

七
月
　

第
一
回
来
入
児
調
査

（
地
教
委
）
教
科
書
注
文

の
関
係

八
月
　

小
保
連
絡
会
　

運
動
会
に

つ
い
て

九
月
　

来
入
児
名
簿
作
製
、
運
動
会
招
待
（
表
現
・
旗

拾
い
）

一
一
月
　

来
入
児
健
康
診
断
（
歯
科
・
内
科
・
耳

鼻
科
）
知
能
検
査

コ

ー月
　

来
入
児
保
護
者
入
学
準
備
説
明

会
「

入
学
の
し
お
り
」
に

よ
り
校
長

講
話

二
月
　

一
日

入
学
身

体
測

定
・
入

学
準
備
説
明
会
・
校
長
講
話
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
結
成

三
月
　
小

保
連

絡
会
・
用
具

注
文
・
学
級
編
成
・
入
学
準
備

8 卯
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南箕輪小学校沿革概表

三
　

学

校

教

育

の
発

展

‥
｝‥
　
明
治
初
期
の
村
の
教
育

１
　

郷
学
校
の
創
立

南
箕
輪
村
に
近
代
教
育

の
扉
を
開

い
た

の
は
明
治
五
年
八
月
久
保
、

Ｍ Ｍ

５
・
８
　

創

立

５
・
９

・
1
7
開

校
　

Ｍ

６

・
1
0
・
1
5
設

立

第
2
8
小

校

1
8
番

中

学

区
ｍ

小

学

区
1
0
2番

明
　

治
　

学
　

校

Ｍ

６

・

４

第
2
8

小

校

富

田

支

校

設

立

Ｍ

８
・
２
・
1
2分

離

（
中

箕

輪

へ

）

大

泉

、

北

M
1
0
・
４
・
９

学

Ｍ

９

・
改

称
　

南

第
1
7
大

区
1
9

ﾋ18Ｍ

８
・
４
・
2
5

独

立

開

校

大

泉

学

校

Ｍ

７
・
Ｉ
・
2
1合

併

Ｍ

６
・
９
・
３

設
立
　
　

Ｍ

７

∴
Ｈ
・
2
3開

校

Ｍ

９

1
8番

中

学

区
1
0
8小

学

区
9
8
番

久
　

保
　

学
　

校

大18

久18

保 番

学 中

校 学

沢 区

尻108

Ｍ

６

・
６

創

設

小

学

区
9
9
市

支

校

番

中

学
区
ｍ

小

学
区
1
0
1番

成
　

学
　

校

Ｍ

５

・
1
0
創

立

致
知

学

校

改

称

1
8
番

中

学

区
9
8

番

久

保

学

校

1
8番

中

学

区
1
0
0番

南

殿
学

校

Ｍ

７
・
‥Ｈ
・
2
3開
校
　
Ｍ

９
・

改

称

1
8番

中

学
区
ｍ

小

学

区
1
0
4番

致
　

知
　

学
　

校

殿
、
南
殿
四

か
村

の
組
合
組
織
で
北
殿
村
松
林
寺
に
創
立
、

て
同

九
月
開
校

し
た
郷
学
校

で
あ
る
。

第
二
八
番
小
学
と
し

郷
学
校

と
い
う
の
は
、
「
学
制
」
が
施
行
さ
れ
る
以

前
に
何
か
村
（
ム
ラ
）

か
が

協

力
し
て
資
金
を
拠
出

し
て
一
般
民

衆
の
子
弟

の
教
育

を
め
ざ
し

て
設

立
し

た
学

校
の
こ
と
で
あ
る
。
筑
摩
県

で
は
松
本

に
創
立
し
た
県
学
に
対

す
る
称
と
し
て
管

番区

中改

学正

区

19

番

同

右
1
0
9番

－大

泉

学

校

２
 
;Ｅ
…

７

・
Ｉ

設

立

Ｍ

Ｕ
・
1
2・
―

開
校

南

箕

輪

学
校

Ｍ
1
5
・
４
・
―

改

称

ぺ
南
割

同
右
9
8番
M
1
1
い
い
分
離

久

保

学

校

圓

右
9
8

番

１沢

尻

学

校

木
下
学
校
へ
合
併

Ｍ
‥
1
1
1
1

（
・

廃
校

Ｍ

６
・

創

立

1
8番

中

学
区
1
1
2小

学
区
1
0
5番

養
　

蒙
　

学
　

校

南

殿

学

校

西
伊

那

部

学
校

へ

依

託

同
右
1
0
2番
　

Ｍ
ｍ

’‘４
・
廃

校

神

子

柴

学

校

神18

子番

柴 中

学 学

校区

102

番

大

萱

文

校

Ｍ

８
・
９

・

改

称

1
8番

中

学
区
1
0
1番

田

畑

学

校

同

右
1
0
1番

―田

畑

学

校

（

山

園

学

校

へ

合

併

）

Ｍ

い
1
1
・
４

・
１

改

称

夕

釧

訃

卜

上

伊

那
2
0
番

小

学

南

箕

輪

学

校

（
中

等

科

）

ノ

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

神

子

柴
分

離

Ｍ
1
2
・
１

・

Ｍ
1
9・
４
・
Ｉ

改

称
　
M
2
1
・
４
・
―
統

合

伊

那

第
３

番

箕

輪

学

校

大
泉
派
出
所

久
保
派
出
所

Ｍ
1
8
・
フ
／
・
―

開

校

長

陽
番

小

学

Ｍ
1
9・
４
・
―

改

称

南

箕

輪

学

校

田

畑

支

校

南

箕

輪
学

校

Ｍ
2
1
・
４

・
―

改

称

田

畑

分

教
場

（
４

年

生

ま
で

）

8 加



第 ９節　文化と教育

Ｍ
2
5・
４
・
１

創

設
　
M
2
6

・
４
・
―
統

合
　
M
3
4
・
４
・
５

創

立

開

校

南

箕

輪

尋

常

小

学

校

Ｍ
2
2
・
５

・
2
2
改

称

田

畑

支

校

（

２

年

ま

で

）

Ｍ
4
1・
４
・
１

学

制

改
正

年年

心

Ｍ
3
5
・
２

・
ア

創

設

Ｔ
1
3
・
３

南

箕

輪
実

業

補

習

学

校
　

男

子
部

昼

間
授

業

｀一一一

Ｍ
3
1

。
４

。
１

設

置

尋

常

補

習

科

Ｍ
2
6
・
３
・
3
1

支

校

廃

止

Ｍ
3
5
・
５
・
５

廃

止

下
町
村

に
創
設

さ
せ
た
学
校

を
こ
う
呼

ん
で
い
た
。

筑
摩
県

は
郷
学
校

を
民
費

を
も

っ
て
設

立
さ
せ

る
た
め
、

ま
ず
学
校
世
話
役

を

民
間

か
ら
選
任

す
る
こ
と
に
し

た
。

明
治
五
年

六
月
二
三
日
権
令
永
山
盛
輝

は
管
内

の
主

だ
っ
た
者
を
松
本

の
県
庁

に
招
集

（
伊
那
郡
か
ら
三
七
名
）
し
て
学
校
世
話
役
を
申
し

つ
け
、
学
校
設
立
の
趣

S

16

４

１

１

南

箕

輪

国

民

学

校

Ｓ
1
0
・
８
・
肌

廃

止

Ｔ
1
5・
７
・
８

開

所

Ｓ
1
0・
９
・
Ｉ

創

立

開

校

南

箕

輪
青

年

学

校

南
箕

輪

青

年
訓

練

所
　
S
1
0

’
８
・
肌
廃

止

Ｓ
2
2
・
４

・
１

開

校
（
新

学

制

）

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…

南

箕

輪

小

学

校

Ｓ
2
3
・
３

・
3
1
廃

止

唾

現

在

１

在

S
2
2・
４
・
Ｉ

創

立

南

箕

輪
中

学

校

旨
を
説

い
て
協
力
を
求

め
た
。
そ

の
際
本
村

か
ら
は
北
殿
の
有
賀
又
七
郎
、
神
子

柴

の
高
木
省
三

の
二
名
が
招
集
さ

れ
た
。

つ
い
で
同

年
七
月
七
日
に
は
高
遠
取

締
所
（
県
庁
の
出
先
機
関
）
に
お
い
て
「
第

二
八
小
学
校
世
話
役
」
二
四
名
が
任
命
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
人
々
の
協
議
に

よ
っ
て
ま
ず
、

久
保
村
、
大
泉
村
、
北
殿
村
、
南
殿

8 刀



第6 章 村 の 発 展

村

の
四

か
村
組
合
学
校

と
し
て
の
郷
学
校

を
設

立
す
る
こ

と
に

な
っ
た
。

組
合
に

よ
る
郷
学
校

は
官
費
に

よ
ら
ず
民
費
に

よ
っ
て
設

立
す

る
の
が

た
て
ま

え

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
有
志
者

は
分
に
応

じ
て
出
金

す
る
こ
と
、

た
だ
し
こ

の
金

は
学
校
元
備
金

と
し

て
そ
の
ま
ま
拠
出
者
に
預
け

て
お
き
年

々
定

め
ら
れ
た
利
息

だ
け
出

す
こ
と
、
県
庁

か
ら
は
補
助
金

を
出
し
県
官
も
分
に
応

じ
て
出
金
し
、
運

営

の
基
礎

と
な
る
資

金
出

途
の
具
体
的
方
法

が
定

め
ら
れ
た
。

本
村
で

は
組
合
に
よ

る
郷
学
校
は
当
時
廃
寺
届

の
出
さ

れ
て

い
た
北
殿
村
松
林

寺

を
充
て
る
こ
と
に
し
た
。

明
治
五
年
九
月
一
日
校
名
「
第
廿

八
番
小
校
」
と
し

て
開
校
し

た
。

２
　

「

学
制
」
時
代
の
教
育

田
　

義
務
教
育
諸
学
校

明
治
五
年
八
月
「
学
制
」
が
公
布
さ

れ
る
ま
で
郷
学
校
は
筑
摩
県
独
自
の
教
育

機
関
で

あ
り
、
他

の
府
県
に
も
そ

れ
ぞ
れ
の
方
針
に
基

づ

い

た

学
校
が
設
立
さ

れ
、
そ

の
運
営
方
法
も
教
育
内
容
も
一
致
す
る
こ
と
が
な
か

っ
た
。

「
学
制
」
は

わ
が
国
学
校
制
度
を
初
め
て
全
国
的
に
整
備
統
一
し
よ
う
と
し
た

も

の
で
今
日

の
日
本

の
教
育

の
基
礎
を
築

い
た
画
期
的
な
意
味
を
持

つ
法
律
で
あ

っ
た
。

「
学
制
」
を
頒
布
す
る
と
同

時
に
文
部
省
は
従
来
各
府
県
で
そ
れ

ぞ
れ
の
方
針

で
設
置
し
て

い
た
学
校
を

い
っ
た
ん
廃
止
す
る
よ
う
布
達
し
た
。
本
県
で
は
前
述

の
よ

う
に
六
年
二
月

か
ら
こ

れ
に
添

っ
た
学
校
を
設
立
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

表
6
1
9
2
　学
制
に
よ
る
南
箕
輪
の
学
校

学
校位

置
町
村

久
　

保
　
村

学
　

校
　

名

区
一

〇

番
九

八

―
校
名

Ｉ久
　
保

教

氏
　
　

名

後
藤
　

杉
蔵

図6-3　久 保 学 校

明
治
六
年
一
〇

月
、
二
八
番
小

校
は
明
治
学
校
と
な
っ
た
。

明
治
六
年
九
月
に
は
久
保
学
校

が
組
合
立
か
ら
分
か
れ
て
独
立
開

校
、
そ
の
支
校
の
久
保
学
校
沢
尻

支
校
も
開
校
し
た
。

同

六
年
六
月
南
殿
村
に
大
成
学

校
開
校

。

同

年
田

畑
村
に
養

蒙

学

校

開

校
、
同

七
年
一
一
月
神
子
柴

村
に

致
知
学
校
開
校
。
た
だ
し
こ
の
学

校
は
す
で
に
明
治
五
年
一
〇

月
に

創
設
さ
れ
て

い
た
も
の
を
学
制
の

趣
旨
に

の
っ
と

っ
た
学
校
一
〇
四
番
致
知
学
校
と
称
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
致
知

学
校
は
明
治
九
年
に
神
子
柴
学
校
と
改
称
す
る
と
同

時
に
大

萱
支
校
を
も
っ
た
。

し

か
し
一
一
年
四
月
山
園
学
校
（
現
伊
那
市
）
へ
合
併
の
た
め
廃
校
し
た
が
翌

コ

ー

年
一
月
に
は
こ
れ
と
分
離
し
て
、
田
畑
学
校

を
改
称
し

た
美
和
学
校
に
合
併
し

た
。

明
治
六
年
学
制
施
行
に
よ
る
本
村
の
学
校
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

員

年
令

一
身
分

一
給
料

一

一
一
一

一一

士

蒜

一
五

七

四
〇

一

≒

出
額
総
計

一
四

七

元
資
金
利
子

八
〇
・
五

授
業
料

納
額
合
計

一
四
二
・
〇
六

不

足

四
・
九
四

肩2
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田

畑

村

神

子

柴

村

北

殿

村

南

殿

村

沢久跡

バ

一

一
一一

一

一
一一

一
一
○

一

一
○

－

○
八

－

○
五

－

○
四

－

○
一一

－
○
一 九

九

養

蒙

致

知

明

治

大

成

沢

尻

山
崎

就

正

大
下

弘

矢
部

媛
堂

芳
原

雄
也

福

沢

清

一
一一郎

一
一
九

一
一五

四

一一

一
一
八

五

八

士 士 士 士 農

一

一
一ｒ ．

ノ ゝ

一一
一
○

ｌ
．

／Ｘ
ｔ
．

ノＸ

一
一
一
〇

一

一一

i_
ノゝ

-

四

六

一
四
四

五
六

一

一
一
一
一

一四
－
○

一
一
五

-｜
十

九

｜
-

四

－
五 七

一
一一

一
一一

｜ 五
－
○ ｜ 五

六
五

一
一五

五

一一

一

一

一
一一

四

九

一
一
四

四

九

一一
一

一一一

七

五

八

九

八
〇

一〇

五

七
一一

－
五

一
一

一
一五

八

ｉ．
公
一一

一
一
○

一
一
一
一

一

一
一
九

五

六
〇

一
一五

四

六

一一
一
八

一
一
〇

〇

一一

四
五

一
一〇

五 五

ｗ、
凸
一一

一一

九
八

四 四

②
　

「
学
制
」
の
教
育
内
容

「
学
制
」
に
よ
る
小
学
校
は
尋
常
小
学
校
を
上
下

の
二
等
に
分
け
こ
の
二
等
は

男
女
共
必
ず
卒
業
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。

下

等
小
学
で
は
綴
字
・
単
語
読
・
算
術
な
ど
一
四
の
教
科
が
あ
っ
た
。
ま
た
上

等
小
学
に
は
下

等
小
学
教
科
の
上

に
史
学
大
意

、
博

物
学
大

意
な
ど
四

科
目
が
あ

り
、

さ
ら
に
外
国

語
、
記

簿
法

な
ど
四
教
科

を
と
り
入

れ
て
も
よ
い
と
さ
れ
た
。

こ
の
よ

う
に
「
学
制

」
に

お
い
て
は
教
科

の
数

が
多

く
、
内
容
に

お
い
て
は
国
語

科
的

な
も
の
と
理
科
的

な
も
と
が
多

か
っ
た
。
さ
ら
に
洋
算

も
と
り
入

れ
ら
れ
て

い
て
、
藩
校
や
寺
子
屋

の
教
育
内
容

と
は
大

き
く
違

っ
て
お
り
西
欧
風

の
教
育
内

容

を
と
り
入

れ
て
行
こ

う
と

す
る
意
図

が
う
か
が
わ
れ
る
。

就
学
年
齢

は
、
下
等
小
学

は
六
歳

よ
り

九
歳

ま
で
、
上
等
小
学

は

コ

ー歳
よ
り

二

一
歳

ま
で
に
卒
業

さ
せ

る
こ
と
を
原
則
と
す

る
が
事
情
に
よ

っ
て
は
斟
酌
を
加

え

て
も
よ
い
と
さ
れ
た
。

文
部
省
は
「
小
学
教
則
」
を
編
成
し
、
こ
れ
ら
の
教
科
を
発
達
段
階
に
応
じ
て

ど
の
よ
う
に
教
え
る
か
を
示

し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
下

等
、
上
等
小
学

と
も
八
級

よ
り
一
級
に
分
け
、
各
級
の
修
業
期
間
を
六
か
月
と
し
、
級
ご
と
に
教
科
の
内
容

と
教
授
法
と
を
具
体
的
に
示

し
て
、
試
験
に
よ
っ
て
八
級
か
ら
七
級
…
…
一
級
へ

と
進
級
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。

筑
摩
県
は
明

治
五
年
九
月
こ
の
教
則

を
も
と
に
し
て
県

と
し

て
の
教
則

の
編
成

に
着
手
し
、
「
筑
摩
県
課
業
一
覧
表
」

を
翌
六
年
四
月
管
内
に
配
布
し
、

こ
の
教

則

の
徹
底
を
図

る
う
と
し
た
。

③

就

学

状

況

筑
摩
県

の
就
学
率

は
明
治

七
年

六
六
％

（
全
国
平
均
三
一
丁

三
％
）

で
あ

っ
た

。

村
内

全
校

の
数
字

は
わ
か
ら
な
い
が
明
治
学
校

の
同
年

の
報
告
書
に
次
の
よ
う
に

あ
る
。

就
学
生
徒
　

七
一
人
　

内
男
二

九 二

女

三七

不

就
学
者
　

三
二
人
　
内

男
　
Ｅ

人人 人人 人 人

女

二
八
人

大北 大北 大北

泉殿 泉殿 泉 殿村村 村 村 村村

大

泉
村

8月



第６章 村の発展

:　 （4）子 と
こ
の
数
字
に
よ
る
と
就
学
率
は
六
八
・
九
％
と
な
る
。
他
の
六
校
も
こ
の
割
合

と
推
察
す
れ
ば
本
村
の
就
学
率
は
筑
摩
県
の
平
均
よ
り
下
ら
な
い
と
い
え
る
。
女

子
の
不
就
学
者
の
多
い
の
は
当
時
に
お
け
る
全
国
的
傾
向
で
あ
っ
た
。

㈲
　
学
校
の
統
廃
合

明
治
八
年
に
旧
六
か
村
は
合
併
し
て
南
箕
輪
村
と
な
り
各
村
は
そ
れ
ぞ
れ
耕
地

と
な
っ
た
。

同
年
一
一
月
に
は
通
達
で
「
校
名
は
す
べ
て
村
地
の
名
を
用
う
る
こ
と
、
各
学

校
の
名
称
の
儀
（
中
略
）
そ
の
属
耕
地
協
議
の
上
そ
の
村
名
又
は
耕
地
名
を
も
っ

て
直
ち
に
そ
の
校
名
と
致
し
申
す
べ
し
…
…
」
と
校
名
変
更
を
指
示
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
り
当
村
は
明
治
学
校
は
北
殿
学
校
に
、
養
蒙
学
校
は
田
畑
学
校
に
、

大
成
学
校
は
南
殿
学
校
に
、
致
知
学
校
は
神
子
柴
学
校
と
い
う
よ
う
に
所
在
地
の

耕
地
名
を
も
っ
て
校
名
と
す
る
よ
う
に
改
め
た
。

続
い
て
翌
九
年
八
月
二
〇
日
に
は
、
筑
摩
県
を
廃
止
し
て
そ
の
四
郡
を
統
合
し

て
信
濃
国
一
円
を
長
野
県
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
時
に
学
区
の
改
正
も
行

な
わ
れ
た
。
本
村
の
小
学
校
は
第
一
七
六
区
第
一
九
番
中
学
区
に
属
す
る
小
学
校

と
な
っ
た
。
ち
な
み
に
明
治
学
校
は
「
第
一
七
大
区
第
一
九
番
中
学
区
第
九
九
番

小
学
北
殿
学
校
」
の
表
札
を
掲
げ
た
。

㈲
　
大
泉
学
校
独
立

明
治
七
年
コ

ー月
、
大
泉
村
は
明
治
学
校
組
合
か
ら
分
離
独
立
校
設
置
の
動
き

を
始
め
た
。
北
殿
村
と
し
て
は
分
離
を
望
ま
な
か
っ
た
。
し
か
し
両
村
で
二
か
月

半
も
か
け
て
研
究
し
た
結
果
、
離
校
す
る
こ
と
に
示
談
が
成
立
し
、
翌
八
年
三
月

大
泉
学
校
設
立
許
可
を
得
て
明
治
八
年
四
月
二
五
日
大
泉
村
中
西
の
屋
敷
内
に
開

校
し
た
。

】〕‥
　明
治
中
期
の
村
の
教
育

１
　
南
箕
輪
学
校
の
誕
生

明
治
九
年
に
は
養
蚕
が
不
況
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
農
村
が
不
景
気
に
陥

り
、
学
校
運
営
費
で
あ
る
元
資
金
の
利
子
も
延
滞
が
日
増
し
に
多
く
な
っ
た
。
明

治
一
〇
年
に
は
各
所
で
元
資
金
減
額
を
願
う
動
き
が
表
面
化
し
た
。
本
村
に
は
一

村
一
校
に
よ
っ
て
運
営
費
の
円
滑
を
は
か
ろ
う
と
す
る
動
き
も
協
議
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
同
年
一
一
月
か
ら
コ

ー月
に
か
け
て
官
員
前
田
広
術
は
全
科
卒
業
生

試
験
に
立
ち
合
い
の
た
め
に
各
校
を
巡
視
し
、
あ
わ
せ
て
就
学
の
督
励
と
一
村
一

校
制
を
強
く
勧
奨
し
、
元
資
金
二
〇
〇
〇
円
以
上
の
集
金
が
不
可
能
の
村
落
学
校

の
場
合
は
学
校
合
併
を
す
る
よ
う
勧
告
し
た
。
本
村
の
各
小
学
校
は
元
資
金
が
い

ず
れ
も
二
〇
〇
〇
円
に
満
た
な
か
っ
た
の
で
こ
の
前
田
広
術
か
ら
特
に
「
村
落
一

村
一
校
合
併
の
御
説
論
」
を
受
け
た
。

こ
れ
に
よ
り
Ｉ
〇
年
コ

ー月
に
漸
く
、
北
殿
、
大
泉
、
南
殿
の
三
校
を
合
併
し

て
南
箕
輪
学
校
を
設
立
し
よ
う
と
し
、
そ
こ
へ
久
保
南
割
耕
地
が
参
加
し
て
合
併

し
よ
う
と
し
た
。
久
保
北
割
は
木
下
学
校
へ
合
併
す
る
こ
と
に
な
っ
て
久
保
学
校

は
廃
止
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
支
校
の
沢
尻
は
西
伊
那
部
学

校
へ
合
併
す
る
こ
と
に
な
り
こ
の
時
か
ら
沢
尻
地
区
の
児
童
委
託
が
始
ま
り
今
日

に
及
ん
で
い
る
。

神
子
柴
学
校
は
一
一
年
四
月
御
園
山
寺
学
校
へ
合
併
し
た
。
田
畑
学
校
は
独
自

で
美
和
学
校
と
称
し
て
独
立
校
と
し
、
神
子
柴
を
吸
収
合
併
し
て
学
校
を
維
持
し

よ
う
と
し
て
い
た
・

翌
コ

ー年
神
子
柴
は
美
和
学
校
に
合
併
を
し
て
、
こ
の
段
階

で
は
一
村
一
校
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
。

南
箕
輪
学
校
敷
地
に
つ
い
て
は
幾
か
所
か
の
候
補
地
が
あ
が
り
、
そ
の
う
ち
の

一
つ
に
は
八
幡
宮
東
南
の
官
有
地
の
払
い
下
げ
を
受
け
よ
う
と
の
企
て
も
あ
っ
た

が
、
幸
い
「
桜
ケ
丘
の
地
貸
し
渡
し
」
の
申
し
出
が
あ
っ
て
、
地
主
有
賀
光
彦
と

貸
し
渡
し
契
約
が
成
立
し
て
そ
こ
に
決
定
、
新
築
費
の
寄
付
も
ま
と
ま
っ
た
。
合

併
す
る
各
学
校
の
旧
建
物
を
利
用
す
る
た
め
の
材
料
運
搬
や
土
木
工
事
は
村
民
が

請
け
負
っ
て
校
舎
が
建
築
さ
れ
た
。

コ

ー月
一
日
新
校
會
に
「
第
六
大
学
区
第
十
九
中
学
区
南
箕
輪
学
校
」
の
標
札

8封
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を

掲

げ
南

箕

輪

学

校

が
誕

生

し

こ

の

日

よ

り
授

業

を
開

始

し

た

。
爾

来

こ

の
日

を

も

っ

て

南
箕

輪

小

学

校

の
開

校

記

念

日

と
し

て

い

る

。

２
　

「
教

育
令

」

の

実

施

に

よ

る
村

の

教

育

剛
　

「
教

育

令

」

の

公

布

と

教

育

の

衰

退

明

治

コ

一
年

九

月

政

府

は
「

学

制

」

を

廃

し

て
新

た
に

「
教

育

令

」

を

公

布

し

、

翌

二

一
年

四

月

よ

り
実

施

さ

れ

る

こ
と

に

な

っ

た

。
「
学

制

」

は

全

国

に

小

学

校

を

普

及

さ

せ

た

点

で

は
大

き

な

成
果

を

挙

げ

た

。

し

か

し

そ

れ

は

欧
米

の

制

度

を

模

倣

し

た

面

が

多

く
教

育

内

容

等

わ

が
国

当

時

の

実
情

に

そ

ぐ

わ

な

い
点

が

多

々

あ

っ
た

。

「
教

育

令

」

は
教

育

を

人
民

自

治

の

立
場

か

ら
と

ら
え

、

国

や

県

は

な

る

べ

く

介

入

せ

ず
、

町

村

住

民

の
協

議

に

よ

っ

て
小

学

校

を
設

立

し

維

持

さ
せ

て
行

こ

う

と

す

る
と

こ

ろ
に

特

色

が

あ

っ

た

。
こ

の
教

育

令

は
後

に

自

由

教

育

令

と

も

呼

ば

れ

た

。
そ

れ

は
次

の
点

に

特

色

が

あ

っ
た

か

ら

で

あ

る

。

○
学
務
委
員

の
公
選

○
小
学
校
設
置
維
持
の
自
由

○
就
学
年
限
の
選
択
制

「

教

育
令

」

の

実

施

は
、

教

育

内

容

の
混

乱

、

学

費

の
滞

納
、

教

師

の
質

の
低

下

、

就

学

率

の
低

下

等
、

全
国

的

に

教

育

の
衰

退

を

も

た

ら

し

た

。

②
　

「

改
正

教

育

令
」

の

実

施

に
よ

る
教

育
の

充

実

「
教

育

令

」

は
地

方

の
実

情

に

即

応

し

た
教

育

が

で

き

る

よ

う
に

期

待

し

た

が

結

果

的

に

は
教

育

の
衰

退

を
来

し

た

。
衰

退

し

た
教

育

を
挽

回

す

べ

き
意

図

を

も

っ

て
明

治

一

三
年

コ

ー月

「
改

正

教

育

令

」

が
公

布

さ

れ

た

。

「

改
正

教

育

令

」

の
特

色

は
次

の
諸

点

で

あ

る
。

○
学
務
委
員

の
任
命

○
就
学
義
務

の
強
化
　

最
低

の
就
学
期
間
を
三
か
年
と
し
、
年
間
授
業
週
数
や
一
日

の

授
業
時
数

の
規
定

づ
け

○
教
則
の
府
県
編

成
　
文
部

省
の
教
則
綱
領
に
基

づ
い
て
各
府
県
が
教
則
を
編
成
し
、

文

部
省
の
認
可

を
受

け
る
こ
と

○
教
員

任
用
制
度

の
強
化
、
教
員

は
県
が
任
命
し
、
給
与
、
資
格
に
も
厳
し
い
規
定
を

設

け
る

明

治

一
五

年

度

か
ら

「
改

正

教

育

令

」

が

施

行

さ

れ

た

。
「

小

学

校

教

則

綱

領

」

の
公

布

と

あ

い
よ

っ
て

、

小

学

校

の
課

程

が

、

初

等

科

、

中

等

科

、

高

等

科

の
三

等

科

に

分

か

れ

る

こ

と

に

な

っ
た

。

修

業

年

限

は

初

等

、

中

等

科

が

各

三

年

、

高

等

科

は

二

年

と

し

、

各

等

科

と

も

一
学

年

は

六

か

月
間

と

し

た

。
本

県

の

教

則

は

次

の
よ

う

で

あ

っ
た

。

表
６
－
9
3
　
長
野
県
小
学
教
則

高
等
科

中
等
科

初
等
科

家 中

事等
経科

済 二
加

予
ァ
化
学

生
理

幾
何

経
済

歴修
史身

図読
画書

博習
物宇

物珠
理算

裁 筆
縫算

地
理

く修
‾身

法
読

操書

習
字

算
術

唱
歌

八当
分
欠

体　時

操　間
外
－－

－
一
年

ら四

級

Ｗ

一一
一年

ら六

級

心

一一
一年

ら六

級

Ｗ

こ

れ
に

よ

り

南

箕

輪

学

校

は
中

等

科

と

な

り

校

名

は
「

上

伊

那

第

二

十

番

学

区

南

箕

輪

学

校

」

と

な

っ

た

。

明

治

一

五

年

一

二

月

制

定

の
南

箕

輪

学

校

の
「

小

学

校

規

則

」

に

は

第

一
条
　

（
但
書
）
但

シ
学
齢
外
児
童
卜
雖

ド
モ
入
学
志
願
ノ
モ
ノ
（

本
条
同
様
教
授

ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

第

二
条
　
入

学
（

年
中

二
期
卜
定
メ
心
皿一
一
匹

ヲ
以

テ
其
ノ
期
日

ト
ナ
ス
ベ
シ

と

あ

る

。
就

学

奨
励

強

化

方

策

の

一

端

が

う

か

が
え

る

。

ま

た

入
学

期

も
教

則

で

一
年

を

六

か
月

間

と

し

て

い

る

こ
と

か

ら
二

月

と

八
月

に

な

っ

て

い

る

。

㈲
　

再

改
正

教

育
令

の
実

施

と

一

村

一

校

の

実

現

「
改

正

教

育

令

」

は

「
教

育

令

」

に

よ

っ

て
衰

退

傾

向

に

あ

っ

た

わ
が

国

の
教

育

を
充

実

し

た
方

向

に

向

か

わ

せ

よ

う

と
し

た

が
、

農

村

は
不

況

下

に

あ

っ

て
再

肩5



第 ６章 村 の 発 展

度
教
育
は
衰
退
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
。
そ
こ
で
政
府
は
明
治
一
八
年
八
月
「
再

改
正
教
育
令
」
を
公
布
し
て
こ
の
事
態
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
主
な
る
特

色

は
次

の
諸
点
で

あ
る
。

○
教
則
の
緩
和

○
小
学
校
場
の
融
通
性
あ
る
認
可

○
半
日
授
業
や
夜
間
授
業
を
認
め
る

○
学
務
委
員
を
廃
止
し
て
学
校
の
管
理
を
戸
長
に
委
ね
る

こ

の
再
改
正
教
育
令
は
地
方

の
実
情
に
適
応
し
経
費
の
節
減
を
図
る
意
図
も
あ

フ
て
学
校
統
合
も

す
す
め
る
も

の
で
も

あ
っ
た
。

本
村
で

は
一
九
年
三
月
一
村
一
校

の
南
箕
輪
学
校
と
し
、
田
畑
に
支
校
を
、
大

泉

と
久
保
に
派
出
所

を
お
く
こ
と
と
し

た
。

明
治
一
五
年
九
月
大
泉
耕
地

か
ら
南
箕
輪
学
校
よ
り
分
離
希
望

の
願
書
が
戸
長

宛
に
出

さ
れ
翌
年
に

は
大
泉
学
校
設

立
の
請
願
が
出

さ
れ
た
。
し

か
し
前
述

の
よ

う
に
「
再
改
正
教
育
令
」

の
趣
旨
に
よ
り
小
学
校

の
統
合
に
よ

っ
て
「
南
箕
輪
小

学
校
大
泉
派
出
所
」

が
設
置

さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で

あ
る
。

尚
　

明

治
後
期
ｉ

明
治
二
〇
年
以
後
の
村
の
教
育

１
　

「
小

学
校
令
」
の
施

行

明
治

一
九
年
四
月
一
〇
口
「
小
学
校
令
」
「
中
学
校
令
」
「
師
範
学
校
令
」
が
公

布
さ
れ
た
。
続

い
て
小
学
校
令
に
基

づ
い
て
「
小
学
校

の
学
科
及

び
其

の
程
度
」

が
定

め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
「
国
家

主
義

の
立
場

か
ら
教
育
体
制

を
根
本
的
に
整
理

す
る
」
意
図

よ
り
発

し
た
一
大
改

革
で
あ
っ
た
。

改

訂
法
令

お
よ
び
規
則
等

は
翌
二
〇
年
四
月

か
ら
施
行

さ
れ
た
。
小
学
校

の
修

業

年
限

は
尋
常

・
高
等
と
も
各
四

か
年

と
し
、
学
齢

は
六
歳

か
ら
一
四
歳
に

い
た

る
八
か
年
で
、

父
母

後
見

人
は
尋
常
小
学
校
四

か
年

を
修
了

す
る
ま
で
は
児

童
を

就
学
さ
せ
る
義
務
か
お
る
と
し
て
、

義
務
教
育

と
い
う
新
し
い
教

育
方
針
が
確
立

さ
れ
た
。
ま
た
、
土
地
の
状
況

に
よ
っ
て
は
簡
易

科
の
設
置
を
認
め
そ
の
修
業

年

限
は
三
か
年
と
し
た
。

２
　
「
学
年
制
」
の
開
始
と
教
育
の
実
際

級
制
か
ら
学
年
制
へ

学
年
は
「
小
学
校
ノ
学
年
「

四
月
一
日
二
始
マ
リ
翌
年
三
月
三
十
一
日
二
終

ル
、
之
ヲ
ー
学
年
ノ
修
業
年
限
ト
ス
」
と
い
う
よ
う
に
「
長
野
県
小
学
校
規
則
」

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
学
年
制
を
施
行
し
た
。
そ
こ
で
旧

令
の
学
級
編
成
法
か
ら
学
年
編
成
法
に
移
行
す
る
に
つ
い
て
の
措
置
は
次
の
よ
う

に
し
た
。旧

令
　
　
　
　
新
令

中
等
五
・
六
級
上

尋
常
科
四
年

初
等
三
・
四
級
上

尋
常
科
三
年

初
等
五
・
六
級
土

尋
常
科
一
年

こ
の
学
級
編
成
で
は
明
治
二
〇
年
の
南
箕
輪
の
学
校
に
は
尋
常
科
二
学
年
に
該

当
す
る
児
童
は
皆
無
で
し
た
が
っ
て
二
二
年
度
卒
業
生
は
な
か
っ
た
。

３
　
小
学
校
令
に
よ
る
教
育
課
程

長
野
県
は
小
学
校
令
に
基
づ
い
て
「
小
学
校
学
科
及
び
其
の
程
度
配
当
表
」
を

「
小
学
校
規
則
」
に
盛
り
こ
み
二
〇
年
四
月
一
日

か
ら
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
各
学
年
の
年
間
指
導
計
画
・
授
業
時
間
割
等
を
制
定
し
た
が
文
部
省
の
再
度

の
「
小
学
校
令
」
改
正
・
追
加
に
伴
い
県
で
も
二
一
年
一
月
規
則
を
改
正
し
各
郡

に
通
達
し
た
。

小
学
校
の
学
科
は
、
修
身
・
読
書
・
作
文
・
習
字
・
算
術
・
唱
歌
・
裁
縫
・
体

操
で
、
教
科
書
は
文
部
省
編
纂
発
行
の
も
の
が
主
で
、
算
術
は
個
人
編
纂
、
習
字

は
信
濃
教
育
会
編
纂
の
も
の
を
使
用
し
た
。

４
　
小
学
校
制
度
の
整
備
と
教
育
目
的
の
明
確
化

明
治
二
二
年
二
月
一
一
日
「
大
日
本
帝
国
憲
法
」
が
発
布
さ
れ
翌
二
三
年
に
は

第
一
回
帝
国
議
会
が
召
集
さ
れ
、
わ
が
国
に
立
憲
政
治
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
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第 ９節　文化と教育

つ
た
。
教

育
も
改
革

が
行

な
わ
れ
、

二
三
年

一
〇
月

七
日
に

は
「
改
正
教
育
令
」
が

公

布
、

二
五
年
四
月

か
ら
施
行

さ
れ
小
学
校

の
教
育
目
的

が
明
確
に

さ
れ
る
と
と

も
に
学
校
制
度
の
整
備
期
に
入
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

「
教
育
に
関

す
る
勅
語
」

が
二
三
年

一
〇
月
三
〇
日
に
発
布

さ
れ
以

後
約

六
〇

年
間
第

二
一
国

会
失
効
決
議

に
な
る
ま
で
わ
が
国
教
育

の
根
本
理

念
と
な
っ
た
。

「
教
育
に
関

す
る
勅
語

」
は
一
般
に
「
教
育
勅
語
」

と
呼

ば
れ
た
。
一
〇
月
三

一

日
文
部
省
は
「
教
育

勅
語
」

の
騰
本

を
全
国

の
学
校
に
頒

布
し
、

そ
の
趣
旨

の
貫

徹
に
努
め
る
よ
う
訓
令
し
た
。

ま
た
、
二
四
年

二
月

に
上
伊

那
高
等
小
学
校

へ
両
陛
下

の
御
真
影

が
下

賜
さ
れ

た
の
を
初
め
と
し

て
順
次

各
校
に

も

下

賜
さ
れ
た
。

本
村

の

学
校

へ

「
教
育
勅

語
」

が
下
賜

さ
れ
た
の
は
は
っ
き
り
し

て
い
な
い
。
南
箕
輪
学
校

は
二

七
年

の
火

災
で
焼
失
し
、
二

九
年
五
月
再
交
付
に
な

っ
た
。
そ
の
通
知

の
末
尾
に

「
追
テ
田
畑
支
校

ノ
分
至
急
御
返
納
致

ス
可

ク
候
也
」
と

あ
る
と
こ

ろ
よ
り
察

す
る
と
両
校

へ
下

賜
さ
れ
て
い
た
も

の
と
思

わ
れ
る
。
御
真
影

は
三
四
年
一
一
月

三
〇

日
に
奉
迎

の
式
典

を
挙
げ

た
。
勅
語
騰
本
と
御
真
影

は
校
内
一
定

の
場
所

を

選

び
最
も
尊
重
に
奉
置

す
る
よ
う
知
事

の
訓
令
が
あ

っ
て
、
学
校

で
は
こ

れ
を
神

聖

な
も
の
と
し

て
厳
重
に
奉
護
し
、
式
日
に

は
式
揚
に
移
し

て
奉
拝
奉
読
し

た
。

勅
語
奉
読

の
後
に

一
同

は
「
勅
語
奉
答
歌
」

を
斉
唱
し
、
校
長

は
勅
語

の
趣
旨

を

醇

々
と
説
諭
し
た
。

ま
た
、

修
身
教
科
書

の
冒
頭

の
見
開

き
に
、
教
育
勅
語

を
掲
げ
、
生
徒
に

は
こ

れ
を
暗

誦
さ
せ
忠
君

愛
国
、

皇
運
扶
翼

の
た
め
の
国
民

道
徳

の
高
楊

を
図

る
う
と

し
た
。

５
　

支
校
、
派
出

所
の

統
合
、
南
箕
輪
尋

常
小

学
校

明

治
二
〇
年
代

に
な
る
と
大

泉
お
よ
び
久

保
の
派
出
所

の
生
徒

は
順
次
本
校

へ

通
う
よ
う
に
な
り
、
田
畑
支
校

も
統
合

へ
の
機

運
と
な
り
明
治
三
〇
年
三
月
南
箕

輪
尋
常

小
学
校

へ
統
合

と
な
り
よ
う
や

く
一
村

一
校

と
な
っ
た
。

６
　

学
校
火
災
と
建

築

明
治
二

七
年
一
一
月
三
日
天
長
節
（
明
治
天
皇
誕
生
日
）
の
よ
き
日
を
祝

い
学
校

で
風
船

（
熱
気
球
）

を
あ
げ
た
と
こ
ろ
、

風
船
が
校
舎

の
草
屋
根
の
先
端
に
か
ら

み
、

そ
の
火
に

よ
っ
て
た
ち
ま
ち
燃
え

広
が

っ
て
校
舎

は
燃
え
落
ち

た
。

そ
の
こ

ろ
は
ど
こ
で
も
祝
日
と

か
運
動
会
に
は
風
船
を
あ
げ
る
の
が
例
で
あ

っ

火
災
後
は
直
ち
に
仮
校
舎
の
建
築
に
と
り

か
か
り
、

わ
ず

か
一
週
間
で
仮
校
舎

一
棟

を

建

築
し
て

授
業
を

再
開
し
た
。

し

か
し
こ

の

仮
校
舎

は

郡

役
所

か
ら

「
…
…
向
コ
ウ

ー
カ
年
ヲ
限
リ
」
の
期
限

つ
き
で
許
可

さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

学
校
新
築
に

つ
い
て
は
な

か
な

か
困
難
な
問
題
が
あ

っ
た
。
第
一
は
資
金
調
達

で

あ
る
。

新
築
に
要
す
る
費
用
は
主
と
し
て
旧
役
揚
の
残
余
金
と
村
内
一
般
よ
り
の
義
損

金
を
も

っ
て
充
て
る
こ
と
、
た

だ
し
一
部
分
は
村
税
に
よ

っ
て
負
担
す
る
こ
と
も

あ
る
と

の
方
針

を
た
て
た
。

し

か
し
明
治
二
七
年
八
月
一
日
に
我
が
国
は
清
国
と
戦
争
を
始
め
翌
年
四
月
一

七
日
に
漸

く
講
和
条
約
調
印
は
で
き
た
も
の
の
、
多
額
の
戦
費
負
債
と
戦
後
経
済

界

の
不
安
定

の
と
き
で
あ

っ
た

の
で
村
民
が
学
校
建
築
資
金
を
調
達
す
る
こ
と
は

容
易

な
こ
と
で

は
な

か
っ
た
。

第
二

は
敷
地

の
問
題
で

あ
っ
た
。

敷
地
に

つ
い
て

は
借
地
料
や
売
買
契
約
等
で
地
主
側
と
な

か
な
か
円
滑
な
折
り

合

い
が

っ
か
ず
難
航
し

た
。
明
治
三
三
年
一
〇
月
に
な

っ
て
有
賀
光
彦

か
ら
敷
地

及

び
通
路
敷

の
寄
付
申
し
出
が

あ
り

Ｉ
〇
月

二
（

日
村
会
に
お

い
て
寄
付
採
納
決

議

が
な
さ
れ
、
校
舎
建
築
が
実
現
し
得

る
運

び
と
な

っ
た

。

敷
地
問
題

の
交
渉
よ
り
解
決

へ
の
過
程
及

び
建
築
費
調
達

の
苦
労
に

つ
い
て
は

『
南
箕
輪
小
学
校
百
年
史
』
に
詳
し

い
か
ら
こ
こ
に
は
省
く
が
学
校
焼
失
か
ら
七

年
目
に
し
て
よ
う
や
く
竣
工
し
た
こ
と
は
そ
れ
ら
の
こ
と
が
如
何
に
困
難
な
事
業
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第６章 村 の発 展

で
あ
っ
た
か
が
を
察
す
る
に
余
り
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

竣
工
式
当
日
御
真
影
御
下
賜
奉
迎
式
典
を
挙
行
し
た
。

７
　
学
校
林
の
設
置

昭
和
二
八
年
四
月
小
学
校
基
本
財
産
の
必
要
を
痛
感
し
た
村
で
は
村
会
の
決
議

を
経
て
大
芝
原
に
学
林
を
造
る
こ
と
を
計
画
し
、
設
置
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
第
五
章
第
五
節
に
述
べ
た
。

明
治
三
七
年
日
露
開
戦
を
機
に
、
同
年
八
月
一
九
日
付
で
長
野
県
は
「
学
校
林

造
成
に
つ
き
」
の
訓
令
を
発
し
た
。
こ
れ
を
う
け
て
九
月
一
九
日
上
伊
那
郡
役
所

は
「
征
露
記
念
学
林
設
置
規
程
」
を
発
し
、
そ
の
第
一
条
に
お
い
て
「
町
村
は
本

規
程
に
よ
り
条
例
を
設
け
明
治
四
六
年
ま
で
に
記
念
林
を
設
置
す
べ
し
…
…
」
と

学
林
設
置
を
義
務
づ
け
た
。
し
か
し
本
村
に
お
い
て
は
既
に
学
林
設
置
は
進
行
し

て
お
り
、
同
規
程
に
準
ず
る
こ
と
は
容
易
で
あ
っ
た
。

明
治
三
八
年
村
で
は
「
南
箕
輪
尋
常
高
等
小
学
校
学
林
設
置
規
程
」
を
制
定
し

た
。
そ
こ
で
は
計
画
の
要
旨
、
大
要
を
述
べ
て
い
る
が
第
四
期
計
画
が
完
了
し
た

間
も
な
く
四
四
年
に
は
規
定
を
改
訂
し
造
林
を
続
行
し
て
い
る
。
そ
の
規
定
に
よ

る
と
大
芝
原
百
町
歩
を
小
学
校
基
本
財
産
造
成
の
た
め
の
学
林
と
し
、
そ
の
収
益

を
学
校
基
本
財
産
に
編
入
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。

後
年
の
報
告
書
に
よ
る
と
次
表
の
よ
う
に
実
施
し
た
と
あ
る
。
学
林
経
営
に
は

後
年
の
管
理
運
営
に
あ
た
っ
て
は
随
分
苦
心
経
営
が
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
推
測
で

き
る
こ
と
で
あ
る
。
巷
間
話
題
と
な
り
「
南
箕
輪
村
の
豊
富
な
山
林
資
源
」
と
羨

望
さ
れ
た
こ
と
は
長
い
歳
月
、
村
を
あ
げ
て
の
努
力
の
結
晶
の
賜
で
あ
っ
た
。
六

〇
年
後
の
南
箕
輪
小
学
校
全
面
改
築
の
大
き
な
さ
さ
え
と
も
な
っ
た
。
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
、
南
箕
輪
尋
常
高
等
小
学
校
は
初
代
校
長
福
沢
桃
十
が
村
の
先
覚
者

と
志
を
同
じ
く
し
て
愛
林
思
想
の
普
及
と
実
践
に
努
め
た
功
績
も
ま
た
大
な
る
も

の
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

表
６
－
9
4
　

学
校
林
植
林
の
状
況

明 明 明 明 明 明至 自明

治 治 治 治 治 治同 明治
四 三 三 三 三 三三治二

計 一 六 六 六 五 四三二 八
年 年 年 年 年 年年 九年

一　　　　　　　 年
四 〇 四 四 四 四　 四
月 月 月 月 月 月　　月
一 一　　　　　　　 一一一 一　　　　　　 一

一
四 二 九 三 九　 七

日　日　日　日　日　日　　 日

年

別

補 第 第 第 第 第 第 第

七 六 五
四 三 二 一

植 区 区 区 区 区 区 区
蓉

赤 落 赤 落 赤 落 赤 椚
葉　　葉　　 葉

松 松 松 松 松 松 松

樹
種

一
七　 三 三

八　 三 四ゝ　　　　ゝ　ゝ

八　 二 六
四 八 〇 四 三 一 一 五 三
〇 千 〇 〇 万 万 万 万 千
本 本 本 本 本 本 本 本 本

苗

木

数

約　 拾 拾 拾 七 二 七 九

八　 円 円 円 円 十 円 円
０ １ 五 五 五　 五　 五

円　 十 十 十　 円　 十
銭 銭 銭　　　　 銭

費

額

無　 八苗　 苗

Ｘ μ　μ 料　 円木// 木
下　 他代　 代
付　　 一

備
考

８
　

補
習
科
設
置

「
改
正
小
学
校
令
」
に
よ
る
と
「
尋
常
小
学
校
ス
「

高
等
小
学
校

二
補
習
科
ヲ

置

ク
コ
ト
ヲ
得
」
の
条
文
か
お
る
。
こ
れ
に
よ
り
南
箕
輪
尋
常
小
学
校
に
は
、
明

治
三
一
年
四
月
に
尋
常
補
習
科
が
非
公
式
に
設
置
さ
れ
た
。
三
二
年
五
月
八
日
に

修
業
年
限
二
か
年
の
補
習
科
設
置
と
教
科
課
程
が
許
可

に
な
っ
た
。
こ
の
補
習
科

設
置
の
ね
ら

い
は
、
尋
常
科
卒
業
生
の
学
力
を
補
う
た
め
で
あ
っ
た
。
当

時
は
ま

だ
南
箕
輪
に
高
等
科
が
無
く
、
家
庭
の
余
裕
と
資
力
の
あ
る
児

童
は
伊

那
村
の
上

伊

那
高
等
小
学
校
か
中
箕
輪
の
そ
の
分
校
へ
通
っ
た
。
し
か
し
大
部

分
は
そ
こ
へ

通
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
の
た
め
の
補
習

科
設
置

が
切

望
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
こ
の
補
習
科
は
三
五
年
五
月
廃
止
に
な
っ
た
。

９
　

南
箕
輪
尋
常
高
等
小

学
校

田
　

学
校
制
度
の

整
備
期

日
清
戦
争

に
勝

ち
、

日
露
戦
争
に

至
る
間
に
我

が
国

の
近
代

産
業

が
よ
う
や

く

発
達

し
は
し
め
た
。
明
治
三
〇
年
代
に
教
育
制
度

は
し

だ
い
に
整
備

さ
れ
た
。
小

学
校
令
、
中
学
校
令

が

改

定
さ
れ
る
と
と
も
に
、

新
し
く

実
業
学
校
令
が

定

め

ら
れ
、

さ
ら
に
専
門
学
校
令

も
公
布

さ
れ
て
、
初
等
・
中
等
・
高
等

の
各
段
階
に
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わ
た
っ
て
学
校
制
度
が
整
備
さ
れ
た
。

三
四
年
四
月
「
再
改
正
小
学
校
令
」
が
施
行
さ
れ
「
小
学
校
令
施
行
規
則
」
が

は
じ
め
て
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
尋
常
小
学
校
を
四
年
に
統
一
し
義
務
制

に
よ
っ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。

高
等
小
学
校
は
二
年
、
三
年
又
は
四
年
と
し
た
が
、
二
年
制
の
高
等
小
学
校
を

な
る
べ
く
尋
常
小
学
校
に
併
置
す
る
こ
と
と
し
て
義
務
教
育
年
限
の
延
長
に
備
え

た
。明

治
三
二
年
に
「
小
学
校
教
育
費
国
庫
補
助
法
」
が
定
め
ら
れ
、
同
三
三
年
に

こ
れ
を
改
正
し
て
「
町
村
立
小
学
校
国
庫
補
助
法
」
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
尋
常
小
学
校
で
は
授
業
料
を
徴
収
し
な
い
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
財
政
の
面

か
ら
も
義
務
教
育
制
度
の
振
興
が
は
が
ら
れ
た
。

明
治
三
六
年
に
は
小
学
校
令
を
一
部
改
正
し
て
「
小
学
校
教
科
書
は
、
原
則
と

し
て
文
部
省
が
著
作
権
を
有
す
る
も
の
に
限
る
」
と
し
て
国
定
教
科
書
制
度
が
成

立
し
翌
三
七
年
四
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
教
育
の
思
想
・
内
容

の
面
か
ら
国
民
教
育
の
統
制
が
強
化
さ
れ
た
。

㈲
　
再
改
正
小
学
校
令
に
よ
る
新
し
い
出
発

明
治
三
四
年
四
月
の
「
再
改
正
小
学
校
令
」
の
施
行
は
南
箕
輪
村
の
教
育
の
上

で
も
一
大
転
期
を
も
た
ら
し
た
。

た
ま
た
ま
南
箕
輪
尋
常
小
学
校
は
前
述
の
と
お
り
、
火
災
焼
失
後
の
建
築
が
進

め
ら
れ
て
、
明
治
三
四
年
九
月
に
は
竣
工
の
運
び
と
な
る
よ
う
目
安
が
つ
い
た
と

き
で
あ
っ
た
の
で
、
再
改
正
に
よ
る
高
等
科
を
併
置
す
る
申
請
を
し
た
。
こ
れ
が

認
可
に
な
っ
た
の
で
明
治
三
四
年
四
月
五
日
「
上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
立
南
箕
輪
尋

常
高
等
小
学
校
」
の
標
札
を
掲
げ
て
修
業
年
限
四
か
年
の
尋
常
科
に
修
業
年
限
四

か
年
の
高
等
科
を
併
置
し
た
学
校
の
開
校
式
を
挙
行
し
て
校
長
以
下
一
一
名
の
職

員
を
も
っ
て
新
し
い
出
発
を
し
た
。
こ
の
と
き
裁
縫
科
を
加
設
す
る
こ
と
に
な
っ

て
は
じ
め
て
女
の
先
生
一
名
が
任
用
さ
れ
た
。

三
四
年
度

の
尋
常
科
卒
業
者

の
う
ち
高
等
科

へ
進
学
し

た
者

は
男
子

の
七
四
％

に
当

た
る
二
八
名

、
女
子

で
は
五
〇
％

に
当

た
る
一
二
名

で
進
学

率
は
約

六
四
％

の
成
績
で
あ
っ
た
。

小
学
令
再
改
正

令
施
行

後
の

教
科
課
程
は
こ
れ

以

後

の

昭
和

一
六
年
三
月

の

「
国

民
学
校
令
」
施
行

に
い
た
る
ま
で
の
間
、
教

科
目

は
固

定
化

さ
れ
、

し
か
も

そ
の
内
容
は
国

定
教

科
書

の

使
用
に
よ

っ
て
、

全
国
的
に

画

一
化

さ
れ
て
い
っ

た
。改

正
の
主
要
点
の
う
ち
教
科
目
に
つ
い
て
の
注
目
点
を
あ
げ
る
と
、
従
来
の
読

書
・
作
文
、
習
字
を
「
国
語
」
へ
統
一
し
、
読
む
、
書
く
、
作
る
の
機
能
を
関
迪

づ
け
国
語
教
育
を
一
元

化
し
よ
う
と
し
た
。
算
術
科
は
理
解
と
習
熟
と
応
用

の
三

段
階
を
区

別
し
た
指
導
を
要
求
し
、
従
来
の
筆
算
か
珠
算
か
の
問
題
を
解
決
し
、

筆
算
を
正
法
と
し
、
土
地
の
状
況

に
よ
っ
て
は
珠
算
を
併
せ
用

う
る
こ
と
が
で
き

る
と
し
た
。
ま
た
日
本
歴
史
は
、
国
史
と

い
っ
て
、
国
体
の
大
要
を
知
ら
し
め
兼

ね
て
国
民
た
る
の
志
操
を
養
う
も
の
と
し
て
、
国
民
教
育
を
志
向
す
る
国

史
教
育

に
転
換
さ

れ
た

。

1
0
　実
業
補
習
学
校
設
置

明
治
三
五
年
一
月
一
日
「
実
業
補
習
学
校
規
程
」
が
改
正
公
布
さ
れ
四
月
一
日

施
行
に
な

っ
た
。
こ
れ
は
実
業
教
科
を
主
と
し
、
普
通
教
育
の
補
習
を
従
と
す
る

学
校
で

あ
る
。

明
治
一
〇
年
代
後
半
ご

ろ
か
ら
、
農
・
工
・
商
業
等
に
関
す
る
学
校
が
し
だ

い

に
整
え

ら
れ
て
き
た
が
、
明
治
二
六
年
に
文
部
大
臣
に
な

っ
た
井
上
殷
は
実
業
教

育

の
振
興
に
力

を
注

い
だ
。
実
業
補
習
学
校
規
定
を

け
じ
め
そ

の
ほ

か
各
関
係
学

校

の
規

程
を
定

め
そ
の
後
の
産
業
教
育
発
達

の
基
礎

を
作

っ
た
。

明
治
三
〇
年
代
に

な
る
と
実
業
補
習
学
校
設

立
へ
の
動
き
が
活
発
に
な

っ
て
き

た
。
本
村
に

お
い
て
も
そ
の
動

き
が
あ
っ
た
と
こ

ろ
へ
、
三
四
年
九
月
村
長
宛
に

郡
役
所

か
ら
同
年
冬
期

よ
り
開
校
で

き
る
よ
う
設
置

の
勧

奨
が
あ
っ
た
。
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こ
れ
を
受
け
て
村
で
は
実
業
補
習
学
校
を
南
箕
輪
尋
常
高
等
小
学
校
へ
併
設
す

る
よ
う
申
請
し
明
治
三
五
年
二
月
七
日
に
許
可
さ
れ
た
の
で
直
ち
に
同
月
を
も
っ

て
修
業
年
限
五
か
年
の
南
箕
輪
実
業
補
習
学
校
を
創
設
し
た
の
で
あ
る
。

け
じ
め
は
コ

ー月
よ
り
三
月
ま
で
毎
週
男
子
は
コ

ー時
間
女
子
は
二
八
時
間
、

四
〇
年
か
ら
は
一
月
よ
り
四
月
ま
で
授
業
を
行
な
っ
た
。
大
正
五
年
か
ら
は
修
業

年
限
を
Ｉ
か
年
延
長
し
た
。
大
正
一
三
年
か
ら
は
従
来
の
男
子
部
の
夜
間
授
業
を

昼
間
と
し
、
そ
の
た
め
専
任
教
員
を
お
く
こ
と
に
な
り
、
一
一
月
か
ら
は
半
か
年

通
学
制
度
に
改
め
実
業
教
育
の
実
を
あ
げ
よ
う
と
し
た
。
就
学
率
は
年
々
増
加
し

大
正
五
年
に
は
男
七
〇
、
女
八
七
人
で
あ
っ
た
が
以
後
減
少
傾
向
に
転
じ
た
。

1
1
　御
真
影
の
奉
戴
・
奉
安
殿

明
治
三
四
年
一
一
月
末
日
に
新
校
舎
の
竣
工
と
当
校
に
高
等
科
が
設
置
さ
れ
た

の
を
機
会
に
御
真
影
の
拝
戴
を
申
請
、
同
年
［
二
月
一
日
奉
迎
の
式
典
を
挙
行
し

た
。

殿安奉図6-91

こ

れ

よ

り

先
明
治
二
四
年
六

月
に
は
、
小
学
校
令
に
基

づ

き
、

「
小
学
校
祝
日
大
祭
日
儀
式
規
程
」

を
文
部
省
令
に
よ

っ

て

定

め

ら

れ
、
学
校
に

お
け

る
儀
式

の
際

は
、

御
真
影
奉
拝
・
教

育
勅
語
の
奉
読

を
必
ず
行

な
う
こ
と
と
し
た
。
こ

う
し
て
忠
君
愛
国

・
皇
運
扶
翼

の

た
め
の
国
民
道
徳

の
高
揚

を
図

る

う
と
さ
れ
た
。

同
年

一
一
月
文
部
省

は
学
校
に

下
付

さ
れ
た
天
皇
皇
后

の
御
真
影

と
勅
語
騰
本
と
を
校
内

の
一
定

の

場

所
に
最
も
鄭
重
に
奉
置

す
る
よ
う
訓
令

を
出

し
た
。

当

校
の
御

真
影
奉
安
に

つ
い
て
は
新
校
舎
建
築

の
設
計
に
際
し

て
奉
安
所

が
も

り
こ
ま
れ
た
。
す
な
わ
ち

「
教
員

室
ノ
奥
正
面

二
位

ス
ル
所

二
御
真
影
奉
安
殿
ヲ
設
ケ
、
鄭
重
ナ

ル
設
備

ヲ
ナ

セ
リ
。
祝
賀
式
等

ノ
際

二
「

屋
内
体
操
場
ヲ
装
飾

シ
テ
式
場
に
代
用

セ
リ
」

こ

の
よ
う
に
し
て
天
皇
絶
対
主
義
教
育
は
形

の
上

か
ら
も
推
進
さ

れ
て

い
く

の

で

あ
っ
た
。

当
校
に
奉
安
殿
が
建
設
さ

れ
た

の
は
大
正
一
四
年
の
こ
と
で
、
五
月
二
四
日
に

上
棟
・
落
成
・
遷
座

の
各
儀
式
を
一
挙
に
行
な
っ
た
。
以

後
登
下

校
時
に
は
職
員

お
よ

び
児
童
は
奉
安
殿
に
最
敬
礼
す
る
こ
と
が
通
例
と
な

っ
た
。

奉
安
殿
の
建
築
費
は
す
べ
て
村
民

の
寄
付

に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
た
。
寄
付

額

に

つ
い
て
は
、
農
家
組
合
各
一
戸
当
た
り
金
弐
円

の
割
合
で
あ
っ
た
。

な
お
昭
和
二
年
に
体
操
場
が
新
築
さ
れ
た
際
に
は
、
場
内

に
式
典
時

の
仮
奉
安

所
も
造
ら
れ
た
。

御
真
影
の
奉
護

に
つ
い
て
は
校
長

け
じ
め
職
員

は
常
に
細

か
い
神
経

を
使

っ
た

も
の
で
あ
る
。
火

災
等
、
非
常
時

の
避
難
奉

安
所
も
定

め
ら
れ
た
。
戦

後
駐
留
軍

の
指
示

に
よ
っ
て
奉
安
殿
は
姿

を
消
し
た
。

1
2
　義
務
教
育
の
延
長
と
教
科
目

明

治
四

一
年

「
小
学
校
令
中
改
正
令
」

が
施
行
に

な
っ
た
。
こ

の
改
正

の
主
眼

点

は
、
従

前
の
小
学
校
令

で
は
義
務
教
育

を
尋
常
科
四
学
年
と
し

て
い
た
も

の
を

二
か
年

延
長

し
て
六
か
年
と
し
、

そ
の
上
に
高
等
科

を
二

か
年
置

く
と

い
う
こ
と

が
第

一
点

、
教
科
目

は
、
尋
常
小
学
校

は
修
身
・
国
語
・
算
術
・
日
本
歴
史
・
地
理
・

図
画

・
唱
歌
・
体
操
・
裁
縫
（
女
子
の
み
）

の

Ｉ
〇
科
目
、

高
等
科
は

従
来

の
教

科
目

の
ほ
か
に

手
工
・
農
業
・
商
業

の
う
ち

Ｉ
な

い
し
数
教
科
を
加

え

る

こ

と

が
第

二
点

で
あ
る
。
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新
令
に
よ
る
義
務
教
育

の
延
長

に
よ
っ
て
保
護
者

の
中
に

は
就
学
に
難
色

を
示

す
も
の
が
か
な
り
あ
っ
た
。
村
当
局
も
学
校
も

全
力

を
あ
げ

て
理
解

を
得

る
こ
と

と
啓
蒙
に
努
力

し
た
。

そ

の
結
果
良
好
な
成
果

を
挙
げ
尋
常
四
年
卒
業
生
男
三
二
、
女
三
四
人

の
と
こ

ろ
新
令

の
第
五
学
年
に
進
学
し

た
者
男
二
八
、
女
一
三
人
で
進
学
率
は
六
二
・
一

％

に
及

ん
だ
。

ま

た
、
小
学
校
令

の
改
正
に
と
も
な

っ
て

各
教
科
書

と

も

全
面
的
に
改
訂
さ

れ
、
第
二
期
の
国

定
教
科
書
時
代

が
お
と
ず
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
改
訂
で
は

第
一
期
の
国

定
教
科
書
に
対
す
る
批
判
や
各
方
面

の
意
見

を
と
り
入
れ
日
露
戦
後

と

い
う
時
代

を
背
景
に
し
て
国

家
主
義
的
色
彩
が
濃
厚

に
な

っ
た
と

い
わ
れ
る
。

1
3
　学
齢
児
童
保
護
会
の
発
足

明

治
四

一
年
一
一
月

一
八
日
「
南
箕
輪

学
齢
児

童
保
護

会
」
が
発
足

し
た
。
こ

の
会
の
目
的
は
規
定
第

一
条
に
次
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
て
い
る
。

「
本

会
は
貧
困

に
し
て
就
学
若

し
く
は
出
席

し
能

は
ざ
る
学
齢
児

童
を
保
護

し

就

学
出
席

せ
し
む
る
を
以

て
目

的
と
す
る
」

つ
ま
り
こ
の
会
は
貧
困
家
庭

の
児

童
に
対

す
る
就
学
出
席

の
た
め
の
補
助

を
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。

1
4
　校

舎

増

築

新
令
に

よ
る
義
務
教
育
年
限

の
延
長
に
よ

っ
て
明
治
四
一
年
度
南
箕
輪
尋
常
高

等
小
学
校

の
児
童
数

は
五
〇
〇
名
を
超
え

た
。
そ

の
う
え
実
業
補
習
学
校
生
徒
数

も
増
加
し

さ
ら
に
年
次
ご
と
に
児
童
数

の
増
加
が
見
こ

ま
れ
た
。

明
治
四
二
年
九
月
増
築

の
た
め
地
な
ら
し
工
事
が
始
ま

っ
た
。
こ

の
工
事

は
各

部
落
負
担
工
事
で
行

な
わ
れ
た
。
一
二
月
一
日
に
は
南
箕
輪
学
校
開
校
記
念
日
を

記
念
し

て
開
校
記
念
式
典
に
落
成
式
を
兼

ね
て
挙
行
し

た
。
こ

の
日
は
じ

め
て
学

芸
会

を
挙
行
し
村
民

あ
げ

て
祝

っ
た
。

翌
四
三
年

さ
ら
に
ま

た
将
来
実
業
補
習
学
校
女
生
徒
七
〇
大
が
収
容
で
き

る
五

間

に

五

間

半

の
大

き
な

教

室

を
増

築

し

た

。

ま

た
、

同

年

校

地

を

七
畝

二

〇

歩

拡

張

し

た

。

1
5
　
特
別

学
級

の

設

置

明

治

四

三

年

一

一

月

家

庭

貧

困

児

童

の

た

め

の
特

別

学

級

を

設

置

し

た

。
こ

れ

は
冬

期

の
農

閑

期

と

製

糸

工

場

の
休

業

期

を

ね

ら

っ
て

開

設

し

た

も

の
で

児

童

は

男

三

〇

、
女

三

三

名

で

一
学

年

よ

り

六
学

年

ま
で

の
児

童
に

修

身

・
国

語

・
算

術
・

地

理

歴

史

・

理

科

・

図

画

等

の
基

礎

に

つ

い
て

の
復

習

で

あ

っ

た

。

こ

の

特

別

学

級

は

次

の
理

由

に

よ

っ
て

翌

年

三

月

に

廃

止

さ

れ
た

。

学
齢
児
童
中
貧
困

ニ
シ
テ
従
来
成
規
ノ
課
程
ヲ
履

ム
コ
ト
能
（

ズ
年
齢
ノ
長
ジ
ク
ル
モ

ノ
ヲ

シ
テ

ー
学
級
ヲ
編
成

シ

特
別
ノ

教
授
ヲ

シ
タ
ル
ニ

是
等
全
部
其
課
程
ヲ

終
フ

シ
ク

Ｓ

一

一

φ

一

－

示
学
校
文
書
）

特
別
学
級
に
関
連
し
て
、
そ
の
当
時
の
学
齢
児
童
の
う
ち
、
製
糸
工
場
へ
就
職

し
て
小
学
校
へ
就
学
し
な
か
っ
た
児
童
の
調
査
が
な
ざ
れ
た
。
四
四
年
五
月
二
四

日
現
在
の
数
字
は
左
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

尋
四
　
二
人
　
尋
五
　
一
四
人
　
尋
六
　
四
人

尋
常
科
四
年
生
以
上
の
貧
困
家
庭
で
製
糸
工
場
に
就
職
し
就
学
で
き
な
い
児
童

が
右
の
と
お
り
あ
っ
て
、
就
学
督
励
が
容
易
で
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
製
糸
工

場
に
働
く
学
齢
児
童
を
救
う
道
と
し
て
、
や
が
て
製
糸
工
場
内
に
特
別
教
授
を
行

な
う
施
設
が
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
製
糸
工
場
仁
雇
わ
れ
る
不

就
学
児
童
に
、
各
工
場
ま
た
は
数
工
場
共
同
し
て
一
切
の
費
用
を
負
担
し
て
特
別

教
授
を
施
す
こ
と
が
義
稗
づ
け
ら
れ
た
。

大
正
八
年
五
月
三
〇
日
南
箕
輪
村
長
田
製
糸
湯
の
長
田
国
吉
は
特
別
学
級
実
施

認
可
願
お
よ
び
実
施
届
を
提
出
し
た
。

そ
の
内
容
は
、
大
正
八
年
三
月
一
日
か
ら
同
年
コ

ー月
三
〇
日
ま
で
の
間
、
居

宅
二
階
に
お
い
て
当
製
糸
場
に
就
業
中
の
学
齢
児
一
〇
名
に
教
育
を
施
す
と
い
う

駝j



第6 章 村 の発 展

も
の
で
、
こ
れ
は
直
ち
に
認
可
さ
れ
た
。

匈
　
大
正
か
ら
昭
和
初
期
の
村
の
教
育

明
治
四
〇
年
代
か
ら
大
正
を
経
て
昭
和
初
年
は
教
育
の
量
的
拡
大
が
あ
り
、
内

容
的
に
は
自
由
教
育
が
興
隆
し
や
が
て
退
潮
し
て
い
く
と
い
う
時
期
で
あ
っ
た
。

そ
の
背
景
と
な
っ
た
の
は
第
一
次
大
戦
前
後
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
思
想
で
あ
り
、

新
理
想
主
義
の
哲
学
や
人
道
主
義
的
文
芸
思
潮
、
新
教
育
運
動
な
ど
で
あ
っ
た
。

人
間
性
の
自
覚
に
基
づ
く
教
育
革
新
の
動
き
が
起
こ
り
、
個
性
を
尊
重
、
自
主
性

重
視
の
信
州
教
育
の
歴
史
的
特
質
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
た
。
一
方
自
由
教
育
に

対
す
る
批
判
と
公
権
力
の
弾
圧
も
あ
っ
て
こ
れ
に
抵
抗
す
る
事
件
が
続
発
し
、
教

権
の
確
立
が
盛
ん
に
論
議
さ
れ
た
。
昭
和
八
年
二
・
四
事
件
に
よ
っ
て
自
由
教
育

の
方
向
が
ぼ
ぼ
完
全
に
挫
折
し
、
教
学
刷
新
に
よ
る
国
体
明
徴
の
教
育
へ
と
屈
折

し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

皇
室
中
心
の
国
家
主
義
的
教
育
は
国
の
方
針
と
し
て
堅
持
さ
れ

る
中
に
あ
っ

て
、
信
州
教
育
に
は
自
由
教
育
の
実
践
が
み
ら
れ
、
個
性
尊
重
、
人
格
主
義
を
基

調
と
し
て
展
開
さ
れ
た
。
信
州
白
樺
派
の
教
育
運
動
、
児
童
自
由
画
運
動
な
ど
は

児
童
中
心
の
教
育
と
な
り
、
教
師
の
内
面
的
追
求
も
活
発
と
な
り
、
西
田
哲
学
や

ア
ラ
ラ
ギ
そ
の
他
諸
種
の
研
究
グ
ル
ー
プ
が
族
生
し
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
に
あ
っ
て
、
信
州
白
樺
派
教
員
に
対
す
る
事
件
、
教
員
赤

化
事
件
、
教
員
給
料
未
払
い
や
延
滞
、
給
料
の
強
制
寄
付
等
さ
ま
ざ
ま
の
問
題
が

あ
っ
た
。

１
　
校

庭

拡
張

明
治
後
期
に
は
校
舎
増
築
が
あ
り
、
児
童
数
も
増
加
す
る
、
そ
の
こ
ろ

か
ら

に
わ
か
に
庭
球
や
野
球
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
。
野
球
は
広
い
運
動
場
が
必
要

で
、
大
正
期
に
な
る
と
、
対
外
試
合
も
多
く
な
り
郡
の
野
球
選
抜
校
に
も
推
さ
れ

る
状
態
で
運
動
場
は
ま
す
ま
す
広
さ
が
要
求
さ
れ
た
。

大
正
四
年
二
月
、
大
正
天
皇
即
位
記
念
事
業
と
し
て
運
動
揚
一
九
こ
二

坪
が
拡

張

さ

れ

た

。

２
　

子

守

児

童

小

学

生

の

就

学

督
励

に

つ

い
て

は
不

就

学

の
原

因

が

主

と
し

て
家

庭

の

貧
困

に

あ

っ
た

。

県

で

は
明

治

四

四

年

一

月

一

三

日

訓
令

で

「
学

齢

児

童
就

学

奨
励

会

準

則

」

を

示

し

て

学

資

補
助

、

援
助

の

組

織

と

活
動

を

勧

奨

し

て

来

た

。

し

か

し
中

に

は

子

守

が

て

ら

に

登

校

す

る

児

童

が

あ

り

近

隣

の

学

校

で

は

特

別

に

子

守

学

級

を

設

け

る

と

こ

ろ

も

あ

っ
た

。

本

村

で

は

そ

れ

を

特

設

し

な

か

っ
た

。
大

正

四

年

七

月

七
日

役

場

か
ら

、

学

齢

児

を

雇

っ
て

い
る

者

に

対

し

て

次

の
通

達

を

出

し

て

い

る

。
…
…
乳
児
ヲ
負
イ
テ
出
校

セ
シ
ム
ル
（

諸
種
ノ
弊
害
ヲ
認
メ
且
ツ
自
己
ノ
利
害
ノ
為
就

学
ヲ
妨
害

ス
ル
（

義
務
教
育
ノ
精
神

二
惇
り
候

二
付

キ
赤
貧
ニ

シ
テ
自
家
ノ
子
守
ヲ
ナ
ス

為
特

二
許
可

シ
タ
ル
場
合
ヲ
除

ク
外
断
然
厳
禁

ス
ル
事

二
致

シ
…
…

示

学
校
文
書
）

そ

の
年

学

校

で

、

子

守

児

童

の
調

査

を

し

た

と

こ

ろ

自

家

の
子

守

六

名

、

他

の

家

の
子

守

コ

ー名

が

あ

り

そ

の
中

に

男

子

が

二

名

あ

っ

た

。
そ

の
中

に

尋

常

科

二

年

生

が

三

名

も

あ

る

こ
と

は
驚

く

べ
き

こ
と

で

あ

っ

た

。

３
　

南

箕

輪
事

件

第

一
次

世

界

大

戦

後

に

お

け

る

自

由

主

義

思

想

を

反

映

し

て

、

児

童

中

心

の
自

由

教

育

の
実

践

が

県

内

に

運

動

と

な

っ
て

顕

在

化

し

拡

大

さ

れ

た

。

一
方

、

白

樺

派

の
教

員

や

児

童

自

由

画

の
主

張

に

よ

る
教

育

運

動

が

起

こ

っ

た

。
白

樺

派

の
教

育

運

動

は
雑

誌

「

白

樺

」

に

よ

っ
て

人

道

主

義

、

理

想

主

義

を

標

榜

し

、

印

象

派

の
美

術

を
紹

介

し

た
こ

と

に

共

鳴

す

る
青

年

教

師

た
ち

が

児

童

を

熱

愛

し

「
自

己

を
生

か

す
」
教

育

を

め

ざ
し

た
も

の
で

大

正

七
、
八

年

を
頂

点

と

し

て
展

開

し

た

。

形

式

に

と

ら

わ

れ

な

い
新

鮮

な
教

育

で

、

と

き
に

気

分

教

育

と

批

判

さ

れ

る
向

き

も

あ

っ

た

が
、

個

性

を
尊

重

し

、

児

童

の
自

発

性

や

表

現

を

重

視

す

る
児

童

中

心

の
教

育

で

あ

っ

た

。

822



第 ９節　文化 と教育

「
白
樺
」
の
地
方
会
員

は
長
野
県

が
最
も
多

く
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
小
学
校
の
青

年
教
師
で
、
明
治
末
年

か
ら
、
自
由
教
育
の
方
向
を
模
索
し
て

い
た
小
学
校
教
員

・
師
範
学
校
生
徒
は
白
樺
派
の
文
学
運
動
に
共
鳴
す
る
も
の
を
見
出
し
た
の
で
あ

る
。
彼
等
は
最
も
徹
底
し
た
自
由
主
義
教
育

者
で
あ
っ
た
。
図
画

は
児

童
の
自
由

画

運
動

、
綴
り
方
は
大

人
の
模
倣

か
ら
児

童
の
創
作
へ
と
、
表
現

教
科
の
改

革
が

唱

え
ら
れ
、
童
謡

Ｈ

Ｍ
話
・
児

童
劇
な
ど
の
芸
術
教
育

運
動

と
相

ま
っ
て
、
児

童

中

心
の
教
育

が
小
学
校
教
育

の
全
領
域
に
及

ん
だ
。

白
樺
派

の
人
道
主
義
・
自
由
主
義

は
、
社
会
主
義

な
ど
と
誤
解

さ
れ
易

く
、
白

樺
派
教
員

は
危
険
思
想

の
持

ち
主

と
み
な

さ
れ
易

か
っ
た
。
こ

の
こ
と

か
ら
、
白

樺
派

の
活
動

が
高
楊

す
る
と
と
も
に
、
白
樺
派

を
批
判
し
、
弾
圧

す
る
動

き
が

頻

発
し

た
。
そ

の
一

つ
に
南
箕
輪
事
件

が
あ
っ
た
。

信
州
白
樺
派

の
発
生
形

成
期
に
、
赤
羽
王
郎
・
笠
井

三
郎
・
中
村
亮
平

の
三
人

は
重
要
な
役
割
を
果

た
し

た
が
そ

の
中

の
一
人
笠
井

が
南
箕
輪
事
件
の
主
人
公
で

あ
る
。

笠
井

三
郎
は
白
樺
最
盛
期
の
大
正

八
年
九
月

一
八
日
に
南

箕
輪
尋
常

高
等
小
学

校

へ
転
任

し
て
来

た
。
当
時

の
校
長

は
中

山
満
吉

で
あ
っ
た
が
笠
井

は
信
任

が
厚

か
っ
た
。
在
任
中

の
大
正

八
年
に

ウ
イ
リ
ア
ム

ー
ブ

レ
イ
ク
展
や
柳
宗
悦

の
講
演

会

を
、
南
箕
輪
村

を
は
じ
め
と
し

て
七
か
村
で
開
催
し

た
り
、
赤
羽
王
郎
と
と
も

に
、
泰
西
絵
画
展
・
版
画
展
・

ロ
ダ

ン
展

を
県
内
各
所
で
開
催
す

る
こ
と
な

ど
に

精
力
的
に
活
動
し

た
。

同
僚

の
中
に

は
笠
井

の
思
想
に
共
鳴
同
調
す
る
者
も
あ

っ
た
が
、
中
に
は
不

快

の
念

を
抱

く
者
が

あ
っ
た
。
ま

た
村
内
に
は
白
樺

の
思
想
は
危
険
思
想

だ
と
誤
解

す

る
者
が

あ
っ
て
共
に
笠
井
排
撃
の
火
の
手
を
あ
げ
、
青
年
会
長
ら
が
し
か
に
面

接
し
辞
職
を
強
要
す
る
こ
と
が
あ

っ
た
り
し
て
と
う
と
う
転
出
せ
ざ
る
を
得
な
く

な
り
、
東
箕
輪
小
学
校
へ
首
席
訓
導
と
し
て
転
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
を

教
育
界

の
南
箕
輪
事
件
と
言

っ
て

い
る
。

４
　

校
舎
増
築
・
体

操
場
新
築

大
戦
後
大
正
九
年
に

は
糸
価
が
暴
落
し
蚕
糸
業
界
は
未
曽
有
の

恐
慌

に

襲

わ

れ
、
農
家

の
窮
乏
は
そ

の
極
に
達
し
た
。
そ
の
後
景
気
は
低
迷
し
村
財
政
も
苦
し

い
お
り
で
は
あ

っ
た
が
、
校
舎
増
築
の
必
要
に
せ
ま
ら
れ
た
。

大
正

コ

ー年
四
月
村
の
失
業
対
策
事
業
も
合
め
て
小
学
校
増
築
に
着
手
し
た
。

普
通
教

室
一
一
裁
縫
室
一
の
二
階
建
の
校
舎
が
一
二
月
落

成
し
翌

一
月

二
一
日
か

ら
使
用

を
開
始
し
た
。

こ
の
校
舎
増

築
に

と
も
な
っ
て
校
地

の
拡
張

も
行

な
わ
れ
た
。

ま
た
、
大
正

一
三
年

か
ら
採
暖
用
に

ス
ト

ー
ブ

を
備
え
付
け

た
。

体
操
場

を
昭
和
二
年

八
月
一
九
日
着
工
、
木
造
平
家
建
て

Ｉ
〇
開
に
二
〇
開
と

昇
降
口
、
奉
安
所
・
物
置
等
付
設
し
て

Ｉ
〇
月
二
日
上
棟
式
を
挙
行
し

た
。

㈲
　

昭
和
初
期
か
ら
戦
時
下

の
村
の
教
育

１
　

二
・
四
事
件

昭

和
四
年
一
〇
月
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
株
式
市

場
大
暴

落
に
端
を
発

し
た
世
界

恐
慌

は
日
本
に
も
次
第
に
深

刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
糸
価
の
暴
落

に
よ
り
繭

値
は
ま

す
ま
す
暴

落
し
て
農
村
恐
慌
が
始
ま
っ
た
。
翌
五
年

に
は
繭
値

は
ま
す
ま
す
暴
落

し
て
農
村
窮

乏
は
は
な
は
だ
し
く
、
労
働
運
動

は
激
化
し
、

左
翼
運
動

の
組
織
化

が
す
す
ん
だ
。
こ
れ
に
対

す
る
政
府

の
弾
圧

が
激
し

く
な
り
、
こ

の
こ
と

は
右
翼

運
動

の
台
頭

を
導

く
こ
と
に

も
な
っ
た
。

昭
和

六
年

九
月
に

は
満
州
事
変
が
勃
発
し
、
翌
七
年
一
月
に
は
上
海
事
変
、
五

月
一
五
日
に

は
犬
養
首
相

の
暗
殺
等

々
政
情
、
経
済
上

の
不

安
は

い
よ

い
よ
深

刻

と
な
っ
た
。

教
員
給

の
支
払
延
期
、
分
割
支
給
、
俸
給
一
部
寄
付

等
々
に
加

え
て
欠
食
児

童

が
出

る
と

い
う
状
態
に
ま
で
な

っ
た
。
こ
う
し
た
中

で
、
治
安
維
持
法

違
反

の
名

目
で
教
員

や
文
化
運
動
関

係
者
が
多

数
検

挙
さ
れ
、
昭
和

八
年

二
月
四

日
県
内

全

域

か
ら
教
員

の
検

挙
者
が
出

た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
二
・
四
教
員
赤
化
事
件
」
で

8お
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あ
る
。
四
月
ま
で
に
六
五
校
、
一
三
八
人
が
検

挙
さ
れ
た
。
本
校

か
ら
一
名
の
訓

導
が
警
察
の
取

り
調
べ
を
受

け
た
が
、
友

人
に
検

挙
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
の
取

り

調
べ
で
あ
っ
た
こ
と
で
検

挙
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

２
　

色
刷

り
教
科
書
の
使
用

昭
和

八
年
度

か
ら

国

定
教
科
書
が

色
刷
り
に
な

っ
た
。
「
小
学
国
語
読
本
」

は

「
サ
イ
ク
　

サ
イ
ク
　

サ
ク
ラ

ガ
サ
イ
タ
」
で
始
ま
る

。従
来

は
単
語

か
ら
始

ま
っ

た
国

語
教
育
が
こ
の
と
き
か
ら
文
章

を
も
っ
て
始

ま
る
文
章
法

で

色
刷

り

教
科

書
が
採
用

さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
明

る
く
児
童
に
親
し

め
る
教
科
書

と
な
っ
た

が
目
粋

主
義
的
教
材

が
よ
り
多

く
加

え
ら
れ
た
。
「
尋
常
小
学
修
身
書
」
は

翌

九

年
度

か
ら
使
用

と
な
っ
た
が
、
巻
三

ま
で
は
色
刷

り
の
さ
し
絵

が
は
い
っ
た
。
内

容
的
に
は
国
家

主
義
的

な
比

重
が
重

く
、
忠
良

な
る
臣
民

の
育

成
を
め
ざ
し

て
、

国

体
観

念
の
明
徴

を
主
眼

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

３
　

戦
時
期
の
学
校

田
　

国

民
学
校
と
な
る

昭
和

コ

ー年

の
日
華
事
変
（
日
中
事
変
）
後

は

教
育
面
に
も

次
第
に

戦
時
的
色

彩

が
強

く
な
り
、

二
（

年
暮

れ
に
太
平
洋
戦
争

と
な
っ
て
後
は
、
急
速
に
戦
時
教

育
体
制

が
強
化

さ
れ
た
。
一
八
年
に

は
教
育

の
「
戦
時
非
常
措
置
方
策
」

が
決
定

さ
れ
、
同

一
九
年
に

は
「
決
戦
非
常
措
置
要
綱
」
に
基

づ
く
教
育

の
非
常
措
置

が

実
施
さ
れ
た
、
同

二
〇
年

五
月
に

は
「
戦
時
教
育
令
」

が
公
布

さ
れ
て
、
平
常

の

教
育
活
動

は
ほ
と
ん
ど
停
止
さ
れ
た
。

昭
和

二
（

年
に

「
国
民
学
校
令
」

が
公
布

さ
れ
、
明
治
以
来
親
し

ま
れ
て
き
た

尋
常

高
等
小
学
校

の
名
称

が
「
国
民
学
校
」
に
改

め
ら
れ
た
。
そ
し

て
国
民
学
校

は
初
等
科

六
年
、
高
等
科

二
年
で

皇
国
民

の
基
礎
的
錬
成

を
目
的
と
し
、
教
育
内

容
の
改
革

が
実
施
さ
れ
た
。

②
　
国

民
学
校
教
育
の
実

際

皇
国
民
錬
成

の
目
的
に
沿

う
べ
く
国
民
学
校

の
教
科

は
従
来

の
も

の
を
統
合
再

編
成
し

て
次

の
五
群
に

ま
と

め
ら
れ
た
。

国
民
科
（
修
身
・
国
語
・
国
史
・
地
理
）

理
数
科
（
算
数
・
理
科
）

体
錬
科

（
体
操

・
武
道
）
実
業
科
（
農
業
・
工
業
・
商
業
・
水
産
）
芸
能

科
（
音
楽
・
習
字
・
図
画
・
工

作
・
裁
縫
・
家
事
）

こ

の
う
ち
実
業
科

使
局
等
科

だ
け
、
他
は
共
通
で
あ

っ
た
が
芸
能
科
は
、
初
等

科
四
年
以

上
で
女
子
に
裁
縫
が
謀
せ
ら
れ
、
男
子
は
そ
の
分
だ
け
工

作
を
学
ぶ
こ

と
に
な

っ
た
。
高
等
科
で
は
体
錬
科
と
実
業

科
は
男
女

に
よ

っ
て
時
間

数
々
内

容

が
異
な

っ
て

い
た
。

③
　

二
宮
金
次
郎
像
の
建
設

勤
倹
力
行

の
模
範
人
物
と
し
て
二
宮
金
次
郎
が
明

治
以

来
学
校
教
育
に
し
ば
し

ば
と
り
あ
げ
ら
れ
て
来
た
。
戦
時
下
国
民
学
校
の
教
育
方
針
に
添
う
人
物
と
し
て

学
童
に
そ
の
精
神
を
崇
敬
さ
せ
る
よ
う
そ
の
像
が
各
地
の
学
校
に
建
立
さ
れ
る
風

が
あ
っ
た
。

南
箕
輪
国
民
学
校
へ
は
巣
山
安
五
郎
か
ら
そ
の
像
一
基
の
寄
付
採
納
願
い
が
昭

和
一
七
年
五
月
一
三
日
提
出
さ
れ
、
こ
れ
を
学
校
正
門
脇
に
建
立
す
る
こ
と
に
な

り
、
長
く
児
童
に
親
し
ま
れ
た
。

㈲
　
満
蒙
開
拓
義
勇
隊
の
送
出

昭
和
一
三
年
に
満
蒙
開
拓
義
勇
隊
の
募
集
が
あ
り
以
後
年
々
割
り
当
て
募
集
が

あ
り
、
満
蒙
の
地
へ
幾
多
青
少
年
を
送
り
出
し
て
い
る
。
第
六
章
第
五
節
五
に
詳

し
く
述
べ
た
。

㈲
　
校
旗
・
校
章
の
制
定
と
校
舎
増
築
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　・

昭
和
一
六
年
一
一
月
三
日
の
明
治
節
に
「
南
箕
輪
国
民
学
校
校
旗
」
の
入
魂
式

を
実
施
し
、
校
章
と
と
も
に
校
旗
が
誕
生
し
た
。

戦
争
は
日
増
し
に
激
し
く
物
資
欠
乏
の
中
に
あ
っ
た
が
校
合
教
室
狭
陽
は
な
は

だ
し
く
不
足
の
理
由
に
よ
り
初
等
科
教
室
、
青
年
学
校
教
室
も
不
足

の
理
由
に

よ
っ
て
昭
和
一
七
年
九
月
起
工
、
翌
一
八
年
一
一
月
木
造
二
階
建
て
校
舎
一
棟
を
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増
築
完
成
し
た

。

４
　

南
箕
輪
青
年
訓
練
所
設
置

「
学
校
軍

事
教
育
実
施
案
」
が
大
正
一
四
年
に
国
会
で
成
立
し
、
翌

一
五
年
四
月

「
青
年
訓
練
所
令

」
が
制

定
さ
れ
施
行

さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

本
村

で
は
大
正

一
五
年

六
月

二
九
日
村
会
に

お
い
て
「
南
箕
輪
青
年
訓
練
所
規

則
」
を
決
議

し
、
七
月

八
日
小
学
校
に

お
い
て
開
所
式

を
挙
行

し
た
。

同
規
則
に

よ
る
と
訓
練
所

の
目
的

は
「
青
年

ノ
心
身
ヲ
鍛
錬

シ
テ
国
民

ク
ル
ノ

資
質

ヲ
向
上

セ
シ
ム
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト

ス
」
と

あ
る
が
教
科
課
程
で
も

わ
か
る
よ

う
に
、
軍
事
教
練

を
主
軸
に
し
、
訓
練
所
を
終
え
て
徴
兵
検
査
に

つ
な
が
る

い
わ

ば
、
徴
兵
予
備
軍
的

な
性
格

の
も

の
で

あ
っ
た
。

南
箕
輪
青
年
訓
練
所

の
主
な
事
項

は
次

の
と

お
り
で
あ
る

。
剛
　

訓
練
期
間
は

四

か
年
、

入

所
年
齢

は

コ
（

歳
以
上

一
七
歳
未

満

（
事
情
に
よ
っ
て
は
一
七
歳
以
上

も
認
め
る
）
闘
　

訓
練
項
目

の
課
程
及

び
訓
練
日
、
時
間

け
表
6
1
9
5
・
9
6
の

と

お
り
。

圓
　

訓
練

は
毎
年

一
月

か
ら

コ

ー月
ま
で
。

表
6
j
9
5
　訓
練
項

目

禦

科
科 学 通 普

教

練

修

身

及

公

民

科

項
目
及

科
目

年
次

農

業

理

科

地

理

歴

史

数

学

国

語

25 ５ ５ ５ 10 25 100 25

第

一
年
次

25 ５ ５ ５ 10 25 100 25

第
一
一年
次

25 ５ ５ ５ 10 25 100 25

第

一一
一
年

次

25 ５ ５ ５ 10 25 100 25

第

四
年
次

表
６
－
9
6
　
訓

練
季

節
訓

練
日
及

毎
訓

練
日
ノ
訓

練
始

終
ノ
時
刻

一
一
一月

十

一
月

十

月

九

月

八

月

七

月

五

月

四

月

一一一

月

一一

月

一

月

訓
練
季

節

同

右

同

右

同

右

同

右

同

右

同

右

同

右

修
身
公
民
科

教
練

同

右

同

右

学修噸

鸚

科科

Ja

蕊

訓

練

八

日

一一一

口

一一一

日

一一

日

一一

日

一一

日

一一一

日

五

日

六八

日日

七八

日日

六六

日日
日

或午

八
前

午九
前時
六ョ

時 リ
ョ十

り一

八時
時半
半

同

右

同

右

午
前

七
時

ヨ
リ
同

九
時
半

同

右

同

右

同

右

午
前

六
時

ヨ
リ
同

八
時
半

同

右

同

右

午午
前前

九九
時時

ヨヨ
リリ
午同
後十
一一
一
時時

半

訓
練

始
終

ノ
時
刻

職
員

は
主
事
一
　
示

学
校
長
）
学
校
職
員
五
、
在
郷
軍

人
二
で
あ
っ
た
。

軍
事
教
育
の
目
的
を
主
軸
と
し
た
青
年
訓
練
所
に
は
昭
和

二
年

か
ら
教
練
査
閲

か
実
施

さ
れ
た
。
こ
の
査
閲

は
毎
年
実
施

さ
れ
た
。
査
閲

は
全
く
軍

隊
的

な
も
の
で

そ

の
内
容

は
年

々
厳
し
く
な

っ
た
。

青
年
訓
練
所
は
青
年
学
校
開
設
に
よ
っ
て
廃
止
と
な
っ
た
。

５
　

南
箕
輪
青
年
学
校
設
置

青
年
学
校
は
昭
和
一
〇

年
三
月
公
布
の
「
青
年

学
校
令
」
に

よ
っ
て
、
同
年

九

月
一
日
に
全
国
の
市
町

村
に
一
斉

に
開

校
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
本
村

は
実
業

補
習
学
校
学
則
を
変
更

し
て
青
年
学
校
と
し
、
青
年
訓
練
所

を
統
合
し
て
小
学
校
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内
に
九
月
一
日
に
「
南
箕
輪
青
年
学
校
」
を
創
立
し
た
。
校
長
は
小
学
校
長
が
兼

任
し
た
。

青
年
学
校
は
、
小
学
校
に
引
き
続
く
二
年
の
普
通
科
の
上
に
、
女
子
三
年
、
男

子
五
年
の
修
業
年
限
を
も
っ
本
科
と
、
さ
ら
に
研
究
科
を
設
置
し
た
。
男
子
本
科

五
年
間
の
授
業
時
間
の
う
ち
、
三
五
〇
時
間
が
軍
事
教
練
に
あ
て
ら
れ
た
。
昭
和

一
四
年
か
ら
は
男
子
部
は
義
務
制
と
な
り
軍
事
予
備
教
育
、
軍
隊
教
育
へ
と
接
続

表
６
上
肘
　青
年
学
校
の
教
授
及
び
訓
練
科
目
と
時
数

部　　　 子　　　 男

合

計

教

練

科

体

操

科

職　普
√??

H y4j

修
身
公
民
科

訓教
練授
白

丿

〉
・

年
四

八
○
ノ 五

Ｏ 八○

一一
一
一
一
○

一一
一
○

一
年 普

通
科四

八
○
／ 五

○
∧
○

一一
一
一
一
○

一一
一
○

一
一年

五

一
○

八
○
／八○

一一
一
一
一
○

一一
一
○

一
年

本

科

五

一
○

八
○
／ 八

○

一一
一
一
一
Ｏ

一一
一
○

一
一年

一
一四

Ｏ 八
○
／

一

一一
一
〇

一一
一
Ｏ

一一
一
年

一
一四

○ ∧
○
／

一

一一
一
〇

一一
一
○

四
年

一
一四

Ｏ 八
Ｏ
／

一

一一
一
〇

一一
一
Ｏ

五
年

一
一四

Ｏ
八
○

ノ 一

一一
一
〇

一一
一
Ｏ

研

究
科

部　　　 子　　　 女

合

計

体

操

科

家職

事
裁業
縫

科科

普

通

学

科

修
身
公

民
科

訓教
練授
影

〉

・

年

四

六
○

四

○

一
一四

○

一
五
〇

一一
一Ｏ

一
年

普

通

科四

六
○

四

○

一
一
四

○

－

五
〇

一一
一Ｏ

一
一年

四

六
○

四

○

一
一
四

○

一
五
〇

一一
一Ｏ

一
年

本

科

四

六
○

四

○

一
一
九

〇

一〇

〇

一一
一
○

一
一年

四

六Ｏ
四
○

一一
一
〇

〇 九
〇

一一
一
〇

一一
一
年

四

六Ｏ
四
○

一
一一
一
一○

一
〇
〇

研

究
科･

す
る
軍
事
的
教
育
制
度
が
確
立
し
た
。
終
戦
に
よ
っ
て
青
年
学
校
本
来
の
使
命
は

終
っ
て
昭
和
二
三
年
三
月
に
約
コ

ー年
の
歴
史
を
閉
じ
た
の
で
あ
る
。
本
村
の
青

年
学
校
卒
業
者
は
、
男
女
合
わ
せ
て
お
よ
そ
コ
（
○
名
で
あ
っ
た
。

訓
練
科
目
、
そ
の
時
数
は
表
6
1
9
7の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。

教
育
課
程
は
右
表
の
と
お
り
で
あ
る
が
表
外
に
「
職
業
科
ノ
実
習
時
数
「
本
表

以
外
ト
ス
」
「
教
練
科
「

本
表
以
外
二
行
ウ
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
」
と
あ
る
。
戦
時
体

制
が
強
化
さ
れ
る
と
と
も
に
こ
の
二
項
は
次
第
に
強
化
さ
れ
た
。

６
　
疎
開
学
童
の
受
け
入
れ

戦
争
が
激
化
し
本
土
空
襲
の
危
険
が
迫
っ
て
き
た
昭
和
一
八
年
コ

ー月
「
人
口

疎
開
に
関
す
る
生
徒
児
童
の
取
扱
い
措
置
要
項
」
が
発
表
に
な
り
、
翌
一
九
年
に

は
い
っ
そ
う
学
童
疎
開
の
促
進
を
は
か
っ
た
。
学
童
集
団
疎
開
が
郡
内
に
は
多
数

あ
っ
た
が
本
村
へ
は
縁
故
疎
開
が
か
な
り
あ
っ
た
。
疎
開
児
童
数
は
二
〇
年
度
の

受
け
入
れ
数
初
等
科
一
四
三
人
、
高
等
科
一
五
人
、
総
計
一
五
八
人
あ
っ
た
。

７
　
国
民
学
校
生
徒
の
戦
争
協
力

太
平
洋
戦
争
緒
戦
当
時
は
日
本
の
戦
果
は
大
い
に
あ
が
っ
た
が
、
戦
争
が
長
期

化
す
る
に
従
っ
て
戦
局
は
し
だ
い
に
不
利
に
な
っ
て
き
た
。
聖
戦
完
遂
の
名
の
も

と
に
多
く
の
人
と
物
資
が
戦
争
の
た
め
に
注
ぎ
こ
ま
れ
て
、
国
内
の
労
働
力
と
生

活
物
資
の
不
足
が
深
刻
に
な
っ
た
。

学
童
生
徒
に
も
国
民
即
兵
士
の
覚
悟
が
要
求
さ
れ
て
農
家
へ
の
勤
労
奉
仕
や
工

場
勤
労
動
員
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
高
等
科
以
上
の
授
業
は
ほ
と
ん
ど
停
止

の
状
態
と
な
り
、
わ
ず
か
に
雨
天
の
日
に
行
な
わ
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

校
庭
に
は
防
空
壕
が
高
学
年
の
生
徒
に
よ
っ
て
掘
ら
れ
、
空
き
地
と
い
う
空
き

地
は
食
糧
と
な
る
豆
類
や
油
採
取
用
の
ヒ
マ
が
作
ら
れ
た
。
防
空
演
習
も
し
ば
し

ば
行
な
わ
れ
た
。

物
資
不
足
を
補
う
た
め
に
繊
維
原
料
と
な
る
桑
の
皮
平
野
草
加
重
要
視
さ
れ
、

中
低
学
年
生
も
そ
の
増
産
に
動
員
さ
れ
た
。

㈹
　
新
学
制
に
よ
る
村
の
学
校
の
歩
み
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第９節　文化 と教育

１
　

敗
戦
に
よ
る
教
育
の
急
転
回

昭
和
二
〇
年
八
月
一
五
日
、
長
期
に
わ
た
っ
た
戦
争
は
敗
戦
で
終
結

し
た
。
日

本
は
連
合
国
軍
の
占
領
下

に
は

い
っ
た
。
教
育
も
当

然
Ｇ
Ｈ
Ｑ

（
連
合
国
最

高
司

令
官
総
司

令
部
）
の
管

理
下

に
お
か
れ
た
。

軍

国
主
義
的
な
教
育
思

想
と
戦
時
教

育
体
制

と
を
一
掃

す
る
た
め
の
指
令

が
次

々
と
出
さ
れ
、
そ

れ
に

よ
っ
て
わ
が
国

の
教
育

は
改
革
さ

れ
て

き

た

の

で
あ
る

。

ま
ず
「
国

家
神
道
」
「
神
社
神
道
」

を
政
府

の
手

か
ら
離
し

公
教
育
に

お
い
て
こ

れ
を
廃
除
す
る
こ
と
、
「
修
身
、

日
本
歴
史
及

び
地
理

の
授
業
停
止
」

に
関

す
る

指
令

が
出
、
学
校

で
は
あ
わ
た
だ
し

く
こ
れ
に
対
応
し

て
い
か
ね
ば
な

ら
な

か
っ

た
。
こ
れ
ら
の
授
業
時
開

け
他

の
教
科
に
ふ
り

む
け
ら

れ
た
。

神
道
と
結

び
つ
い
た
教
育
は
否
定
さ
れ
、
軍

事
教
練
は
廃
止
さ
れ
、
御
真
影
、

勅
語
騰
本

は
奉
還

さ
れ
、
奉
安
殿
や
忠
魂
碑

の
撤
去
等
が
次

々
に
な
さ
れ
た
。
本

校

の
奉
安
殿

は
二
一
年
八
月
撤
去

。

指
令
に
照
し
て
望
ま
し
く
な
い
教

科
や
教
材

は
廃

止
ま
た
は
削
除

さ
れ
る
こ
と

と
な

久

国
史
、
地
理
等
の
教
科
書
は
児

童
か
ら
回

収
さ
れ
た
。
ま
た
、
国

語
教

科
書
も
児
童
に
よ

っ
て
解
体
さ
れ
不

適
切
と
指
示

さ
れ
た
部
分
が
抜
き
捨

て
ら
れ

た
り
、
墨
で
塗
り

つ
ぶ
さ

れ
た
り
し

た
。

昭
和
二

一
年

七
月
、
長

野
県
軍
政
部
に
教
育
担
当
官

ウ
イ
リ
ア
ム

ー
ケ
リ
ー
が

着
任
し

て
学
校
視
察

を
し
、
指
令
に
対
し
て
適
切
な
対
応
を
欠

く
と
判
断
し

た
学

校
に

は
厳
し

い
指
導

を
加
え

。
と
き
に
は
校
長

の
退
職
を
せ
ま
る
こ
と
も
あ

っ
た

。

２
　

新
し
い
教
育
へ
の
模
索

昭
和
二
一
年
四
月
七
日
、
米
国

教
育
便
節
団

報
国

書
を
Ｇ
Ｈ
Ｑ

が
発
表
し
、
根

本
的
に
日
本
教
育

の
転
換

を
せ

ま
っ
た
。
各
種

の
禁

止
事
項

が
出

さ
れ
、
新
教
育

推
進
の
た
め
の
各
種

の
法
令
や
規
則

が
あ
い
つ
い
で
出

さ
れ
た
。

教
材
や
宮

房
具

な
ど
不
足

は
は
な

は
だ
し

く
、
教
科
書
な

ど
印
刷
さ

れ
た
ま
ま

で
裁
断
も
製
本
も
し
て
な

い
も
の
が
配

布
さ
れ
て
そ
れ
を
児

童
が
自
分
で
切
っ
て

綴

じ
て
使
用

す
る
と
い
う
よ
う
な

あ
り

さ
ま
で
あ

っ
た
。

六
月

二
九
目
Ｇ
Ｈ
Ｑ

は
日
本
地
理
、
一
〇
月

二

一
日
に
は
国
史
授
業

の
再
開
を

そ
れ
ぞ
れ
許
可
し

た
。
国
史

は
「

く
に

の
あ
ゆ
み
」
を
使
用
し
て
授
業
が
再
開
さ

れ
た
。

音
楽
科
で

は
八
月

か
ら
、
戦
時
中
イ
、

口
、
（

の
音
名
唱
法
で
あ

っ
た
も
の
を

ド

レ
ミ

の
階
名
唱
法

へ
移
行
す

る
こ
と
と
な

っ
た
。

昭
和
二
二
年

か
ら

ロ
ー
マ
字
教
育
を
行
な
う
た
め

の
実
施
要
項

が
示
さ
れ
た
。

「
当
用
漢
字
表
」
’「
現
代
か
な
づ
か

い
」
の
内
閣
訓
令
が
一
一
月
に
公
布
さ
れ
、

以
後
こ
れ
に
従

っ
た
国
語
表
記
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

３
　

新
学
制
の
実
施
・
中
学
校
の
誕
生

占
領
軍
は
二
〇
年
一
〇
月
二
二
日
「
日
本
教
育
制
度
に
関
す

る
管
理
政
策
」
を
指

令
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
軍
国

主
義
・
国

家
主
義
思
想

の
普
及
禁

止
、
議
会
政

治
・
国

際
政
治
・
国

際
平

和
・
個
人
の
権
利
思
想
及

び
集
会

・
言
論

・
信
教

の
自

由
な
ど
の
基
本
的
人
権
の
確
立
に
資
す
る
教
育

を
行

な
う
こ
と
を
求

め
た
。

同
時
に
ま
た
、
自
由
主
義
、
反
軍
国

主
義
の
た
め
に
教
職

を
追

わ
れ
た
者

は
復

職

さ
せ
、
反

面
職
業
軍

人
な

い
し
は
軍
国

主
義
、
国
家

主
義

の
極
端

な
鼓
吹
者

は

罷

免
せ
よ
と
さ
れ
た
。
一
〇
月

三
〇

日
に

は
「
教
職
者
適
格
審
査
」

の
指
令
を
出

し
、
適
格
の
認

定
が
な
け
れ
ば
教
職
に

つ
け

な
く
な
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
教
職
者

の

追
放
が
行
な
わ
れ
た
。

「
教
育
基
本
法
」

の
制
定
公
布

（
二
二

二

丁

三
一
）
こ

れ
に
よ

っ
て
新
憲
法
に

基

づ
い
て
、
教
育

の
目
的
や
方
針
を

定
め
、
基
本
事
項

に
つ
い
て

条
則
を

明

ら
か

に

し
た
。
こ
れ
は
従
来
教
育
勅
語
に
よ

っ
て
律
せ
ら
れ
て
き
た
教
育
行

政
が
、
国

会

で
定

め
た
法
律
に

よ
る
よ

う
に
な

っ
た
点
て
実
に
意
義
深

い
も

の
で
あ
る
。

「
学
校
教
育
法
」

の
制
定
公
布
。
こ

れ
に
よ
り
六

こ
二
二

丁

四

制

を

実

施

し
、
国
民
学
校

は
小
学
校
と
改
称
し
、
義
務
修
業
年
限
六
年
の
南
箕
輪

小
学
校

と

な
り
昭
和
二
二
年
四
月

七
日
開
校
式
を
挙
行
し

た
。
同

日
義
務
制
の
南
箕
輪
中
学
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村 の発展第6 章

校

も
開
校
し

た
。

４
　

教
育
委
員
会
の

発
足

昭
和

二
三
年

七
月

一
五

日
教
育

委
員
会
法

が
公
布
に

な
り

Ｉ
〇
月
五
日
に
第
一

回

教
育
委
員

の
選
挙
が
行

な
わ
れ
長

野
県
教
育

委
員
会

が
発
足

し
た
。

南

箕
輪
村
教
育
委
員

会
は
二
七
年

一
一
月

一
日
公
選
に

よ
る
委
員
に

よ
っ
て
発

足
し
た
。

昭
和

ご
二

年

六
月

に
は
「
地
方
教
育
行

政
の
組
織
及

び
運
営
に
関

す
る
法
律
」

が
公
布

さ
れ
教
育
委
員

は
任
命
制
と
な
り
選
挙
に
よ
ら
ず
村
長
が
任
命
し
議

会
の

同

意

を
得

て
決
定
す

る
と

い
う
こ
と
に
な

っ
た
。
教
育
委
員
五
名

の

う

ち

教

育

長

、
教
育
委
員
長
及

び
職
務
代
理
者
は
委
員

の
互
選
に
よ

っ
て
決
め
る
。
教
育
委

員

の
任
期

は
四
年
で

あ
る
。

５
　

週
五

日
制
の
実
施

Ｇ
Ｈ
Ｑ

の
提
唱

に
よ
っ
て
土

曜
日
の
授
業

を
や
め
て
、

そ
の
口
は
教
職
員

の
会

合
・
研

修
会
・
学
校
行
事
に
当
て
他

の
五
口
間
け
授
業
に
集
中
で
き
る
よ
う
に
す

る
。
　一
面
児
竜
生
徒

は
自
主
的
、
計
画
的
に
家
庭
、
社
会
行
事
等
に
も
積
極
的
に

参
加

す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
発
性
、
社
会
性

を
自

ら
養

う
場

を
与
え

よ
う
と

の

意
義
を
持

だ
せ
よ
う
と
し

た
。

昭
和
二
三
年

｝
○
月

か
ら
五
日
制
を
実
施

し
た
。
し

か
し
実
施
し

て
み

る
と
時

間
割

の
編
成
、
特
別
教
室

の
使
用
割
、
土
曜
日

の
具
体
的
内
容

の
組
み
合

わ
せ
等

の
校
内

事
情

と
、
家
庭
や

地
域
社
会

の
協
力

を
得

る
こ
と
へ
の
啓
蒙
等
種

々
な
問

題

が
あ
っ
た
。
こ
の
週
五
日
制
は
二
七
年
度
を
も
っ
て
長

野
県
教
育

委
員

会
の
決

定
に
よ
り
打
ち
切
ら
れ
た
。

６
　

新
し
い
教
育
計
画

新
学
制
発
足
後
新
教
育
の
教
育
計
画
が
模
索
の
中
で
順

次
立
て
ら
れ
る
よ
う
に

な

っ
た
。

学
習
指
導
要
領
　

新
教
育
指
導
計
画

の
基
を
な
す
「
学
習
指
導
要
領
」（
略
し
て
Ｃ

・
Ｓ
）
が
二
二
年
よ
り
文
部
省
か
ら
試
案
と
し
て
告
示
さ
れ
た
。

こ
の
内
容
は
、
全
国
各
校
が
共
通
し
て
守
り
、
実
施
す
べ
き
指
導
事
項
と
、
地

域
や
学
校
の
実
態
に
よ
り
、
適
宜
取
捨
選
択
、
応
用
す
る
事
項
の
二
つ
か
ら
成

り
、
各
学
校
の
創
造
的
な
教
育
計
画
を
要
望
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
れ
を
実
施
し

た
上
で
、
提
起
さ
れ
る
諸
問
題
を
整
理
し
検
討
を
加
え
、
国
情
や
地
方
の
実
情
に

合
う
よ
う
そ
の
後
た
び
た
び
改
定
さ
れ
た
。

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
単
元
学
習
　
Ｃ
・
Ｓ
に
基
づ
い
て
作
成
す
る
教
育
指
導
計
画

を
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
（
教
育
課
程
）
と
い
っ
て
各
校
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
な
も
の
を
作

成
し
た
。

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
基
づ
い
て
、
児
童
が
実
際
に
行
な
う
学
習
活
動
が
「
単
元
学

習
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
る
一
つ
の
学
習
事
項
に
つ
き
、
教
師
と
児
童
と
の
話
し

合
い
に
よ
っ
て
お
互
の
知
識
や
経
験
を
出
し
合
っ
て
そ
の
学
習
の
目
標
を
決
め
、

そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
の
条
件
や
必
要
事
項
を
選
び
出
し
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
な

順
序
で
、
ど
ん
な
方
法
で
追
及
し
、
解
決
し
た
ら
よ
い
か
時
間
配
当
等
を
決
め
、

そ
の
学
習
の
結
果
の
考
察
・
評
価
・
反
省
・
今
後
の
課
題
等
に
つ
い
て
確
か
め
合

う
、
そ
の
始
め
か
ら
終
わ
り

ま
で
を
Ｉ
ま
と
め
に
し
た
も
の
を
「
単
元
学
習
」

と
い
う
の
で
あ
る
。

学
習
は
児
童
が
主
体
で
教
師
は
児
童
の
学
習
に
つ
き
、
つ
ま
ず
い
た
ら
ヒ
ン
ト

を
与
え
、
横
道
に
外
れ
よ
う
と
し
た
ら
引
立
戻
し
て
や
る
と
い
う
よ
う
な
援
助
と

指
導
を
す
る
の
で
あ
る
。

学
習
は
児
童
の
個
性
を
伸
ば
す
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
、
教
材
も
単
に
教
科
書

に
頼
る
だ
け
で
な
く
、
児
童
の
経
験
の
す
べ
て
が
大
切
な
要
素
や
素
材
と
な
る
。

学
習
活
動
は
、
読
書
・
話
し
合
い
・
調
査
・
見
学
・
実
験
観
察
・
資
料
収
集
・

整
理
・
記
録
・
報
告
・
製
作
・
図
表
化
・
劇
化
等
の
多
面
に
わ
た
り
、
学
習
の
目

標
に
よ
り
こ
れ
ら
が
適
宜
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
。

学
習
形
態
は
個
人
学
習
・
グ
ル
ー
プ
学
習
・
全
体
学
習
が
適
宜
取

り
入
れ
ら

8認
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れ
、
児
童
個

々
の
甘

言
・
活
動
の
場
や
機
会
を
多
く
す
る
よ
う
に
し
、
児
童
の
自

発
活
動
を
盛
ん
に
さ
せ
る
学
習
に
努
め
て

い
る
。

７
　

校
歌
の
制
定

校
歌
制
定
の
要
望
が
職
員
や
Ｐ
Ｔ
Ａ

か
ら
強
く
な
宍

歌
詞

も
一
般
か
ら
募
集

し
た

。
応
募
に
よ
る
一
一
作
品
を
審
査
し
た
と
こ
ろ
適
当

な
の
が
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
松
沢
修
一
郎
（
筆
名
青
山
榛
三
郎
）
に
作
詩
を
依
頼
し
、
井

上
武
士
に
作
曲
し

て
も
ら
っ
た
。
昭
和
二
五
年
度
秋
季
大

運
動
会
当

日
校
歌
制

定
発
表

会
を
行

な
っ

た
。８

　

新
し
い
教
科
書
の
採
択

教
科
書
は
明

治
以

来
長

い
間
国

定
教

科
書
が
用

い
ら
れ
て
き
た
が
新
学
制
に

な

る
と
と
も
に
検

定
制
度

に
な
っ
て
、
昭
和
二
四
年

か
ら
検
定
に
合
格
し

た
教
科
書

に
つ
い
て
各
地
方

で
展
示
会

を
行

な
い
、
市
町
村
教

委
員
会

が
採
択
し

た
教
科
書

を
用

い
る
よ
う
に

な
っ
た
。

昭
和
三

七
年
三
月
こ
二

日
「
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用

図
書

の
無
償
に
関

す

る
法
律
」

が
公
布
に
な
り
、
三

九
年
二
月
三
日
「
教
科
書
無
償
措
置
令
」
が
公
布

さ

れ
四
月

か
ら
新
一
年
生
に
教
科
書
が
無
償
供
与
さ
れ
以

後
学
年

を
追
っ
て
中

学

三
年

生
ま
で
無

償
配
布

と
な
っ
て
い
る
。

９
　

委
託
児
童
の
契

約

南
箕
輪
村

の
学
校
教
育
の
中
で
の
一
つ
の
特
質

と
し
て
、
学
校
に
遠

隔
な
地
区

の
児

童
を
伊
那
市

へ
委
託
し
て
教
育
し
て

い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ

の
委
託
制
度

の
歴
史
は
明
治

二

年
四
月
沢
尻

学
校
廃
止
に
伴

っ
て
、
沢
尻

の
児
童

を
西
伊
那
部
学
校

へ
委
託
し

た
こ
と
に
始

ま
っ
て

い
る

。

昭
和
二
七
年
度
教
育
委
員
会
の
発
足
に
よ
っ
て
教
育
行

政
は
地
方
教
育
委
員

会

が
行

な
う
こ
と
に
な

宍

伊
那
町
教
育
委
員
会
と
南
箕
輪
村
教
育
委
員
会
と
の
間

に

あ
ら
だ
な
委
託
児
童
契
約
書
が
取
り
替

わ
さ

れ
た
。
そ
の
契
約
で
は
委
託
児
童

は
沢
尻

・
中

の
原
・
南
原
及
び
神
子
柴
原

の
一
部
に
居
住
す
る
児

童
で
あ
る
こ
と
、

そ
の
う
ち
南
原

の
一
部
西
原

の
児
童
生
徒

は
西
箕
輪
小
中
学
校

へ
他

は
伊
那
小
中

学

校

へ

委

託

す

る

こ

と

は
従

来

と
変

わ

り

が

な

い
。
契

約

書

は

そ

の
後

二
度

の
改

定

を

し

た

。
現

在

の
契

約

書

は

次

の

と

お

り

で

あ

る

。

学
校

教
育
事
務

の
委
託
に
関

す
る
規
定
書

伊
那
市
（
以
下
「
甲
」

と
い
う
。）

が
、
南
箕
輪
村

（
以
下
「
乙
」
と

い
う
。
）
か
ら
、

学

齢
児

童
生
徒
の
学
校
教

育
の
委
託
（
以
下
「

委
託
生
」

と
い
う
）
を
受
け

る
こ
と
に

つ

い
て
地
方
自
治
法
第
二
五
二
条
の
一
四
第
二
五
二
条
の
一
五
及

び
学
校
教
育
法
第
三
一
条

に
基
づ
き
甲
と
乙
は
次
の
と
お
り
約
定

す
る
。

一
、
委
託
事
務
の
範
囲

並
び
に
管

理
執
行

①
　

甲
が
乙
よ
り
委
託
す
る
委
託
生
の
学
校
教
育
に
係

る
事
務

の
管
理
及

び
執
行
に
関

し
て
は
、
甲
の
教
育

委
員
会
が
担
当
す

る
。

②
　

乙
が
甲
に

委
託
す
る
委
託
生
は
、
乙

の
沢
尻
区
、
南
原
区
及

び
神
子
柴
区
原

の

Ｉ

部
に
居

住
す
る
者

と
す
る
。

㈲
　

委
託
期
間

は
、
学
校
教
育
法
第
一
九
条
及

び
第
三

七
条
に
規
定
す

る
修
業
年
限
と

す
る
。

㈲
　

委
託
生

の
就
学
す

べ
き
学
校
に

つ
い
て
は
、
甲

の
教
育
委
員
会
の
指
定
す
る
と
こ

ろ
と
す

る
。

二
、
委
託
事
務
に
要
す

る
経
費

の
負
担

委
託
事
務
に
要
す

る
経
費

の
負
担
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
項

に
よ
り
委
託
料
と
し
て

乙

は
甲
に
納
付
す

る
も

の
と
す

る
。

田
　

委
託
料
は
、
委
託
生

の
在
籍
す

る
学
校
の
当
該
年
度

の
教
育
費

の
決
算
額

（
交
付

税
算
入
額
を
控
除
）
を
当
該
年
度
の
学
校
基
本
調
査
の
児

童
生
徒

総
数

で
除
し

、
当

該
学
校
の
委
託
生
数
を
乗
じ
て
得
た
額

と
す
る
。

②
　

委
託
料

の
支
払
い
に
つ
い
て
は
、
乙
は
甲

が
前
項

よ
り
算
出
し

た
額

の
二
分

の
一

の
額
を
九
月
末
日

ま
で
に
残
り
の
額
を
毎
年
度
末

ま
で
に
概
算
に
よ
り
納
付
し
、
決

算
額
に
よ

っ
て
次
年
度
に
精
算
す
る
も
の
と
す
る
。

三
、
校
舎
等
施
設
の
新

設
、
増

改
築
等
に
要
し

た
経
費

の
負
担

田
　

校
舎
等
施
設
の
新

、
増
、
改

築
等

に
係

る
分
担

金
は
、
分
担
相
当
事
業
費
を
前
項

祀 夕
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二
の
巾
後
段

の
例
に
よ
り
算
出
し

た
額
を
、
当
該
事
業

の
起
債
事
業
償
還
年
数
に
よ

り
、
分

割
納
付

す
る
も
の
と
す

る
。

㈲
　
分
担

相
当

事
業
費

「
総
事
業

費
」１
（「
補
助

金
」
十
「
交
付
税
算
入
額
し

と
す

る
。

総
事
業
費
は
、
施
設

の
新
設
等
に
要
し

た
経
費
及
び
起
債
利
子

㈲
　

総
事
業
費
か
ら
補
助

金
及

び
起
債

を
控
除

し
た
額
に
係

る
分
担
金

は
、
当
該
事
業

年
度
の
次
年
度
に
一
括
納
付

す
る
も

の
と
す

る
。
た
だ
し
、
昭
和
五

七
年
度
以
前

の

事
業
費
に
係

る
分
担
金
は
五
年
分
割
納
付
す

る
。

㈹
　

学
校
用
地

の
取

得
に
よ
る
分
担
金

は
、
甲
乙
協
議

の
う
え
定

め
る
も

の
と
す

る
。

㈲
　

分
担
金
の
支
払
い
は
、
二
の
②
に
定

め
る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

四
、
規
定
の
変
更

等
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

こ
の
規
程
を
変
更
、
廃
止
す
る
と
き
は
、
地

方
自

治
法
第
二
五

二
条

の
一
四
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
甲
乙
協
議
の
う
え
決
定

す
る
も
の
と
す

る
。

上
記

の
規
程
を
約
す
る
た
め
、

本
書
二
通
を

作
成

し
、

甲
乙

そ
れ
ぞ
れ

押
印

の
う

え
、
各
自
そ
の
一
通
を
保
有
す
る
。

昭
和
五
八
年
四
月
一
日

受
託
者
　
伊

那

市

長
　

三
　
潭
　

功
　

博

委
託
者
　

南
箕
輪

村
長
　

三
　

憚
　
　
　

準

設
定
　
契

約
書
　

昭
和
二
八
年
九
月
二
六
日

変
更
　

規
程
書
　

昭
和
四
六
年
二
月
　

五
日

変
更
　

規
程
書
　

昭
和
五
八
年
四
月
　

一
日

委

託

に

つ

い
て

契

約

書

を

と

り

か

わ

し

て

Ｉ
〇

年

後

に

委
託

児

童

生

徒

を

南

箕

輪

小

中

学

校

へ

編

入

し

よ

う

と

す

る

動

き

が

起

き

た

。

そ

れ

は

昭

和

三

四

年

度
以

降

の
南

箕

輪

小

学

校

の

児

童

数

が

減

少

の

一

途

を

た

ど

り

は

じ

め

た

こ

と

に

起

因

し

た

の
で

あ

る

。

す

な

わ
ち

在

籍

児

童

数

が

昭

和

三

四

年

度

の

七

六

五

名

一

八

学

級

が

三

八

年

度

に

は
六

〇

二

名

一
四

学

級

と

な

り

、

四

四

年

度

に

は

五

〇

〇

名

一

三

学

級

と

な

る

こ
と
が
推
定

さ
れ
た
た
め
で

あ
っ
た
。

そ
こ
で
昭
和
三

八
年
一
月

コ

ー日
小
学
校
に

お
い
て
、
村
理
事
者
、
教
育
委
員

と
Ｐ
Ｔ
Ａ
理

事
の
懇

談
会

を
も
っ
て
こ
の
こ
と

を
討
議
し

た
。

当
時

の
委
託
児

童
は

コ
（

○
名

あ
り
、

こ
れ
が
全
員
来

れ
ば
、
適
正
規
模

の
学

校
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
て
教
育
の
実
を
挙
げ
る
た
め
に

き
わ
め
て
有
効
で

あ

る
と

い
う
こ
と
。
第
二
に
は
村
民

が
同

一
学
校
の
同

窓
生
で
あ
れ
ば
今

後
民
主
的

な
村
作
り
を
す
る
の
に
も

っ
と
も
大
切
な
村
民

の
意
志
疎
通
に
有
利

で
あ
り
、
村

民

の
精
神
的
紐
帯
を
固
く
す
る
た
め
に
有
効
で
あ
る
な
ど
の
理

由
に

よ
っ
て
委
託

児
童

を
す
み
や

か
に
編
入
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
と
さ
れ
た
。

し

か
し
こ

の
こ
と
は
一
部
地
元

民
の
反

対
そ
の
他
の
理
由
に
よ
っ
て
実
現

す
る

こ
と

が
で

き
な
か
っ
た
。

1
0
　学

校

給

食

小
学
校
に

お
い
て
学
校
給
食

の
行

な
わ
れ
た
記
録
は
昭
和
八
年
に
初
め
て
見
ら

れ
る
。
そ
の
前
年
実
施
し

た
報
告
に
左

の
と

お
り
述

べ
ら

れ
て

い
る
。

「
昼
食
に

『
ム
ス
ビ
』
と
し

て
赤
味
噌

を
付
け
て
給
与
し
、
ま

た
現
品
を
白
米

に

て
交
付

し
、
特
に
栄
養
悪

さ
も
の
に
対
し
滋
養
と
し

て
学
校
農
園
生
産
の
鶏
卵

並
び
に
山
羊
乳

を
給
与

せ
り
。
」

こ
の
経
費

と
し
て
村

か
ら
交
付

さ
れ
た
三
三
円
一
一
銭

の
う
ち
食
料
費
一
七
円

七
〇
銭
、
設

備
費

一
四
円
○
○
銭
、
残
金
四
一
銭
と

あ
る
。
こ

れ
は
貧
困
に
し

て

昼
食
を
持
参
で
き
な
い
児

童
へ
給
与
し

た
も

の
で
僅

か
な
も

の
で

あ
っ
た
。

以

後
年
々
学
校
給
食

の
交
付

金
が
あ
っ
た
が
、
昭
和
一
一
年
度

の
二
八
円
三

九

銭
を
最
高
に
し
て
順

次
減
額
一
五
年
に

は
僅

か
に

六
円
五
〇
銭
と

あ
る
。

戦
争
が
拡
大
し
食
糧
状
態
が
悪
化

さ
れ
る
に
伴

い
学

童
の
体
位
、
健
康
状
態

が

不

安
に
な
っ
て
来
て
栄
養
補
給
が
問
題
と
な
っ
た
。

昭
和

二
（

年

コ

ー
月
か
ら
全
校
生
徒

に
味
噌

汁
給
食

を
開
始
し

た
。
一

七
年
に

は
味
噌
醸
造
計
画

と
し
て
一
人
当

た
り
大

豆
三
〇

粒
を
配

っ
て
家
庭
に

お
い
て
畦

8 釦
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畔
空
地
に
児
童
自

ら
栽
培
し
、
こ

れ
を
集

め
て
学
校
で
醸
造
し
、
給
食
す
る
計
画

を
立
て
て
い
る
。

一
八
年
度

は
大
豆

は
学
校

の
収
穫
、
麹

は
落
穂
拾

い
に
よ

っ
て
得

た
米

を
学
校

で
製

造
し
た
も
の
、

汁
の
実
は

家
庭
よ
り

集

め
、

一
部
学
校
自
給

の
も

の
を
使

う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
得
た
材
料
に

よ
っ
て
味
噌

汁
給
食

を
戦

後
ま
で
続
け

た
。

昭
和
二
三
年

コ

ー
月
新
給
食
室
が
設
置

さ
れ
さ
ら
に

二
五
年
に

は
給
食
用

か
ま

場
が
新
築
さ
れ
た
。
小
中
学
校
の
冬
期
間

み
そ
汁
給
食
が
Ｐ
Ｔ
Ａ

の
手
伝
い
を
得

て
実
施
さ

れ
る
よ

う
に
な

っ
た
。

二
五
年
九
月
か
ら
は

ガ
リ
オ

ア
資
金
に
よ
る
脱
脂
粉
乳
の
配

給
を
受
け
て
、
ミ

ル
ク
と
味
噌
汁
に
よ

る
年
間
給
食
が
行

な
わ
れ
た
。
し
か
し
、
二
六
年
六
月
に
は

そ
の
資

金
に

よ
る
寄
贈

は
打

ち
切

ら
れ
た
が
、
同
年
末
ま
で
は
政
府
補
助
に
よ

っ

て
給
食

は
継

続
し

か
。

二
五
年

六
月
一
〇
日
付
で
県

の
指
定
に

よ
り
給
食
指
定
校
と
な

っ
た
。

二

九
年
四
月
一
五
日

よ
り
完

全
給
食

を
開
始
し

た
。
そ

の
材
料
と
な

る
小
麦
粉

や

脱
脂

粉
乳
等

は
政
府

が
あ
っ
せ

ん
す
る
も

の
が
主
と

な
っ
た
。
小
麦
粉

は
指
定

工

場
に
依
頼
し
て
コ
ッ
ペ
パ
ン
に
加
工

し
て
も
ら
っ
た
。

小
中

学
校
の
完
全
給
食
が

実
施
さ
れ
て

約
二
か
月
後

の

昭
和

二
九
年

六
月
三

日
に
「
学
校
給
食
法
」
が
制
定
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
学
校
給
食
の
基
礎

が
定
ま
っ
た
。

栄

養
士

を
昭
和
三
〇
年

か
ら
任
用
し

た
。

給
食
専
従
者
は
三
二
年
九
月
か
ら
五
名
入

れ
て
Ｐ
Ｔ
Ａ

の
応
援
手
伝

い
は
い
ら

な
く
な
っ
た
。
五
三
年
度

か
ら
は
さ
ら
に

一
名
増
員

さ
れ
た
。

給
食
室
は
昭
和
五
二
年
全
面

改
築
し
て
面

目
を
改
め
た
。
そ
こ
か
ら
中
学
校

へ

は
五

二
年
一
一
月

か
ら
自
動
車
で
調
理
済
み
の
も
の
を
運
搬
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

１１
　

Ｐ
Ｔ

Ａ
の
活
動

（
Ｐ

昭
和
二
一
年
三
月

わ
が
国
を

訪

れ
て

い
た

ア
メ
リ

カ
教
育
視
察
団

は
、
「
父
母

Ｔ
　
　
　
Ａ
）

と

先

生

の
会

」

の
育

成

強

化

を
指

摘

し

た

。

二

二
年

五

月
に

は
保

護

者

会
結

成

準

備

委
員

会

を
開

催

し

、

結

成

ま

で

の
準

備

を

始

め

た

。

六

月

に

は
規

約

審

議

、

役

員

選

出

を
行

な

っ

て
南

箕

輪

小

学

校

父

母

と
先

生

の

会
（
Ｐ
Ｔ
Ａ
）
が
昭

和

二

二
年

一

二

月

コ

ー
日
設

立
大

会

を
開

い

た

。

翌

二

三

年

九

月

二

三

目

の
大

会

に

お

い
て
小

学
校

部

・
中

学

校

部

・
各

学

年

Ｐ

Ｔ

Ａ

を

置

く

こ

と

と

な

っ
た

。

そ

の

目

的

と

す

る

と

こ

ろ

は

家

庭

と

学

校

の
関

係

を

緊

密

に

し

、

父

母

と

教

師

と

が

相

協

力

す

る

こ

と

に

よ

り

、

互

い
に

新

し

い
民

主

的

教

育

に

対

す

る
理

解

を

深

め
、

児

童

生

徒

の
訓

育

、

教

育

的

環

境

の

整

備

等

に

遺

憾

の
な

い

こ
と

を

期

す

る
に

あ

り
と

し

た

。

以

来

Ｐ

Ｔ

Ａ

は
、

総

務

・

教

養

文

化

・

保

健

厚

生
　

校

外

指

導

の
五

部

門

の
委

員

会

を
設

け

、

そ

れ

ぞ

れ
部

門

の
計

画

に

よ

っ
て

活

動

し

て

い
る

。

南

箕

輪

学

校

Ｐ

Ｔ

Ａ

は
発

足

当

初

か
ら

小

学

校

、

中

学

校

一

本

の
Ｐ

Ｔ

Ａ

で

あ

る

こ

と

は
他

に

ほ
と

ん

ど
な

い
特

色

で

あ

る

。

Ｐ

Ｔ

Ａ

母

親
文

庫
　

昭

和

二

五

年

信

大

付

属

小

で

県

立

長

野

図

書

館

の
本

を

Ｐ

Ｔ

Ａ

に

貸

し

出

し

だ

の

が
始

ま

り
で

二

六
年

上

伊

那

図

書

館

が

加

入

し

て

か
ら

郡

内

の
多

く

の
Ｐ

Ｔ

Ａ

が
加

入

し

た

。
役

員

が

二

か
月

に

一
回

ず

つ
上

伊

那

図

書

館

に
集

ま

っ

て
図

書

の
交

換

を

し
、

帰

校

し

て
各

部

落

に

配

り
回

覧

し

て
親

た
ち

の

読

書

の

便

を
図

っ

て

い

る

。
な

お
上

伊

那

Ｐ

Ｔ

Ａ

母

親

文

庫

の

会

で

は

、
文

集

「
石

楠

花

」

を

毎
年

発

行

し
、

そ

の
年

度

の
行

事

や
、

会
員

の
読

書

感

想

文

・

生

活

雑

記

を

掲

載

し

て

、

読

む

ご
と

に

あ

わ

せ

て

書

く
力

を
伸

ば

そ

う

と

し

て

い

る

。

（
以
上
は
『
南
箕
輪
小
学
校
百
年
誌
』
に
よ
っ
て
記
述
し
て
き
た
。
資
料

そ
の
他

詳
細

は
同
誌
に
よ

っ
て
見
ら
れ
た
い
。
）

㈹
　

南

箕

輪

中

学

校

の

歩

み

開
　

校
　

新

学

制

に

よ

る

義

務

教

育

の

三

か

年

の

南

箕

輪
中

学

校

は

昭
和

二

二

年

四

月

八
日

開

校

式

を

挙

行

し

た

。
校

長

以
下

職

員

一

五
名

、

新

入

学

生

一

三

九

、

生

徒

数

三

一
五

名

を

も

っ
て

誕

生

し

た

。

校

舎

は

小

学

校

と

道

を

距

て

た

北
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第６章 村 の 発 展

に
建
設
さ
れ
た
一
棟
が
専
用
で
、
他
の
教
室
、
職
員
室
は
小
学
校
敷
地
内
の
も
の

を
共
用
で
発
足
し
た
。
’

翌
二
三
年
に
は
北
校
舎
、
公
仕
室
、
宿
直
室
が
完
成
し
て
、
体
育
以
外
は
中
学

校
敷
地
内
で
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
〇
月
二
六
日
よ
り
授
業
五
日
制
を

実
施
し
た
。

二
五
年
村
営
グ
ラ
ン
ド
が
完
成
し
中
学
は
こ
の
グ
ラ
ン
ド
を
使
用
す
る
こ
と
に

な
り
、
こ
れ
を
祝
し
て
村
と
学
校
合
同
大
運
動
会
を
開
催
し
た
。

校
歌
・
生
徒
会
の
歌
制
定
　
二
五
年
三
月
藤
沢
古
実
作
詞
、
高
本
東
六
作
曲
の

校
歌
が
で
き
た
。
こ
の
歌
碑
は
昭
和
五
五
年
第
三
回
卒
業
生
寄
贈
に
よ
り
校
門
西

側
に
建
立
さ
れ
た
。
歌
碑
は
時
の
校
長
北
原
青
雲
の
揮
毫
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
生
徒
会
の
歌
は
昭
和
四
七
年
度
生
徒
会
員
か
ら
募
集
し
、
学
級
会
、
本
部

で
討
議
し
た
歌
詞
に
征
矢
欣
治
作
曲
で
で
き
た
。

修
学
旅
行
　
戦
中
戦
後
は
交
通
や
食
糧
事
情
で
Ｉ
と
き
中
止
し
て
い
た
修
学
旅

行
を
二
二
年
に
な
っ
て
三
年
生
か
松
本
へ
一
泊
二
日
で
実
施
す
る
こ
と
か
ら
始
ま

っ
た
。
翌
二
三
年
に
は
諏
訪
方
面
へ
二
泊
三
日
、
二
四
年
に
は
関
東
東
海
方
面
へ

二
泊
三
日
、
二
六
年
か
ら
関
西
方
面
へ
二
泊
三
日
で
修
学
旅
行
を
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

体
育
館
・
特
別
教
室
落
成
１

産
業
教
育
指
定
校
　
昭
和
二
八
年
四
月
一
三
日

体
育
館
と
特
別
教
室
が
落
成
。
特
別
教
室
棟
に
は
音
楽
練
習
室
・
音
楽
室
・
木
工

準
備
室
・
動
力
室
・
木
工
室
を
と
り
、
動
力
室
に
は
動
力
鈎
盤
・
昇
降
盤
（
鋸
）

木
工
旋
盤
・
製
粉
機
・
粉
砕
機
・
研
磨
盤
を
設
置
し
、
木
工
室
に
は
九
台
の
工
作

台
を
入
れ
、
職
業
家
庭
科
男
子
コ
ー
ス
の
施
設
の
完
備
に
つ
と
め
、
七
月
末
に
は

郡
下
で
最
初
の
産
業
教
育
指
定
校
と
な
っ
た
。

翌
二
九
年
コ
一
月
に
は
産
業
教
育
研
究
発
表
会
を
公
開
す
る
。

ま
た
、
家
畜
舎
を
築
造
し
給
食
の
残
滓
に
よ
っ
て
豚
の
飼
育
を
開
始
し
た
。

プ
ー
ル
完
成
　
昭
和
三
四
年
八
月
二
〇
日
体
育
館
の
北
に
二
五
×
一
五
ｍ
、
水

深

丁

一
～

∵

三
〇
ｍ

の
プ

ー
ル
完
成
。
九
月
七
日
に
第

一
回

水
泳
記
録
会

が

行

な
わ
れ
た
。

植
林
作
業
　
昭

和
二
四
年
五
月
犬
芝
原

ヘ
カ
ラ

マ
ツ

ー
万
本

ヒ
ノ
キ
ニ
○
○
本

植
林
し

た
。
二
六
年
四
月
一
〇
日
に
は
学
校
植
樹

の
日
と
し
て
大
芝
原

ヘ
ヒ
ノ
キ

二
万
本
植
樹
、
（
こ
の
年
ま
で

Ｉ
〇
万
本
近
い
苗
が
大
芝
原
へ
植
え
ら
れ
る
）

と
学
校
日

誌
に
記

さ
れ
て

い
る
。
年

々
中
学
生
は
植
林
を
し
た
り
、
枝

打
ち
作
業

を
行

な
っ

た
り
し
て
明
治
以

来

の
林
業

経
営
の
伝

統
を
新
学
制
に

な
っ
て
も
受
け
継

い
で
や

っ
て
い
る
。
な

お
ま

た
愛
鳥
週
間
に
は
大
芝
林
に
小
鳥

の
巣
箱
を
取

り
付

け
た
り

し
て
来

た
。

中
部
行
事
参
加
　

新
制
中

学
の
授
業

や
体
育
等
特
別
活
動
も
体
制

が
整

っ
て
来

て
対
外
試
合
や
行
事
に
参
加
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
昭
和

二
六
年

こ
ろ
か
ら
で

あ
る
。

中

部
陸
上
競
技
会
に
は
し
め
て
参
加

し
た
の
は
二
六
年

七
月

で
同
年

コ

ー月
に

音
楽
会
、
球
技
（
野
球
・
排
球
・
ソ
フ
ト
・
能
球
）
に

は

翌

二
七
年

か
ら

参
加
し

て

い
る
。
上
伊
那
陸
上
記
録
会
に
は
昭

和
四
〇

年
か
ら
参
加

し
て
い
る
。

体
育
大
会
　
昭

和
三
三
年
度

よ
り
従
来

の
運
動

会
に

か
え
て
体
育
大
会

を
行

な

う
よ
う
に
な
り
、
陸
上
競
技
記

録
会
と
す
る
。

新
校
舎
の
建
築
　
昭
和
四

五
年

七
月

よ
り
新
校
舎
起
工
、
四
六
年
本
館
・
宿
直

室
玄
関
竣
工

・
一
〇
月
六
日
落

成
式
、

八
日
新
校
舎

へ
引
越
し

。

五
八
年
に
は
増
築
一
二
月
二
五
日
落
成
、

さ
ら
に
音
楽
棟

の
増
築

は
六
〇
年

一

〇
月
竣
工
。

特
色
あ
る
行
事
　
本
校

の
特
色

あ
る
行

事
と
し

て
次

の
も

の
か
お

る
。

ｏ

大
芝
原

植
林
と
枝
打
ち
作
業

に
つ

い
て
は
先
に
述

べ
た
。

○
経
ケ
岳

強
歩
大

会
　

毎
年
秋

全
校

生
徒
参
加
で
行

な
う
。
昭
和
二

八
年
よ
り
実

施
○
若
竹
祭
　
昭

和
四
五
年
第

一
回
文
化
祭
、
四

七
年
に

は
文
化
祭

を
若
竹
祭
と
名

邱2



第９節　文化 と教育

称

を
改

め

る

。

こ

の
と

き

の

費

用

は

年

々
落

穂

拾

い
や

廃

品

回

収

に

よ

っ

て

得

た

金

を

充

て

る

。

な

お

こ

の

祭

り
中

に
祖

父
母

を
招

い
て

感
謝

の

会

を
催

し

て

い
る

。

○
勤

労

生

産

活
動

と

花

壇

造

り

。

㈲
　

村
内

に

あ

る

県

立

と
国

立

学

校

１
　

伊

那
技

術

専

門

校

伊

那
技

術

専

門

校
　
　
　

所

在

地
　

南

箕

輪

村

字

三

本

木

原

設

立
の

目
的
　

「
職

業

訓

練

法

」

に

基

づ

い

て
長

野

県

が

次

の
目

的

を

も

っ

て

設

置

し

た
施

設

で

あ

る

①
　
技
能
労
働
者

の
職
業
に
必
要
な
能
力

の
開
発
向
上
。

②
　
短
期
間

の
う
ち
に
そ
の
職
業
に
必
要
な
技
能
お
よ

び
知
識
を
習
得
さ
せ
、
有
為
な

労
働
者

の
養
成
を
す

る
。

③
　

職
業

の
安
定
と
働
く
人
の
地
位

の
向
上
を
図
り
、
経
済
お
よ
び
社
会
の
発
展
に
寄

与
す

る
。

こ

れ

ら

の

目

的

を

達

成

す

る

た

め

に

左

の
業

務

を
行

な

っ

て

い

る

。

①
養
成
訓
練

新
規
に
職
業
に
就
こ
う
と
す
る
大
を
対
象
に
し
て
職
業

に
必
要

な
基
礎
的

な
技
能
・

知
識
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
訓
練

。

②
向
上
訓
練

養
成
訓
練
を
受

け
た
大
や
相
当

程
度

の
技
能

・
知
識
を
有
す

る
大
を
対
象
に
、
そ

の

有
す
る
技
能
・
知
識

の
程
度
に
応
じ
て
、

さ
ら
に

必
要

な
技
能
・
知
識
を
追
加
し
て

習

得
さ
せ
る
た
め
の
訓
練

。

②
能
力
再
開
発
訓
練

職
業

の
転
換

を
必
要
と
す

る
大
を
対
象
に
し
て
新
し

い
職
業
に
必
要
な
技
能
・
知
識

を
習
得

さ
せ

る
た
め
の
訓
練
。

２
　

上

伊

那

農
業

高

等

学

校

明

治

二

八
年

八
月

一
日

郡

民

の
切

な

る
要

望

の
結

晶

と

し

て

、

郡

立

上
伊

那

農

学
校
が
当
時
の
伊
那
村
字
伊
那
部
の
民
家
を
借
用
し
て
開
校
し
た
。
翌
二
九
年
四

月
新
校
舎
が
竣
工
し
て
移
り
そ
こ
で
整
っ
た
郡
立
上
伊
那
農
学
校
開
校
の
式
典
を

挙
げ
た
。

三
七
年
に
県
立
移
管
、
長
野
県
立
上
伊
那
農
業
学
校
と
改
称
し
た
。
明
治
四
〇

年
代
は
郡
下
唯
一
の
最
高
教
育
機
関
で
あ
り
、
県
下
に
誇
る
名
実
と
も
に
充
実
し

た
農
学
校
と
な
っ
た
。

そ
の
後
学
則
の
改
正
収
容
生
徒
等
い
く
だ
の
変
遷
が
あ
っ
た
が
、
昭
和
一
〇
年

四
月
村
上
明
彦
校
長
が
中
心
に
な
っ
て
上
農
寮
風
教
育
を
創
設
し
一
種
五
年
生
全

員
を
入
寮
さ
せ
た
。
上
農
寮
の
用
地
は
中
野
原
の
地
に
伊
那
町
、
西
箕
輪
村
、
南

箕
輪
村
の
寄
付
に
よ
っ
た
。

昭
和
二
三
年
四
月
六
日
、
新
制
高
校
開
校
式
挙
行
、
九
日
校
名
を
長
野
県
立
上

伊
那
農
業
高
等
学
校
と
改
称
し
た
。
二
四
年
四
月
一
日
定
時
制
課
程
を
伊
那
町
立

伊
那
市
局
等
学
校
よ
り
移
管
。
定
時
制
は
中
心
校
と
四
分
校
か
ら
な
っ
て
い
た
が

三
三
年
中
心
校
に
統
合
し
た
。

昭
和
四
六
年
、
南
箕
輪
村
中
野
原
の
現
在
地
に
新
校
舎
建
築
を
開
始
し
、
四
九

年
、
画
期
的
で
独
得
な
近
代
的
校
舎
の
一
応
の
完
成
に
よ
り
移
転
し
た
。

校
舎
周
辺
に
農
芸
畜
産
等
の
実
習
地
の
ほ
か
、
小
黒
山
、
北
沢
山
等
に
総
面
積

七
一
万
㎡
余
に
及
ぶ
学
校
林
を
持
っ
て
い
る
。

定
時
制
は
通
学
の
便
等
で
従
来
の
位
置
に
残
さ
れ
て
い
る
。

３
　
信
州
大
学
農
学
部

本
学
部
は
長
野
県
立
農
林
専
門
学
校
を
母
体
と
し
、
昭
和
二
四
年
の
学
制
改
革

に
際
し
信
州
大
学
に
包
括
さ
れ
て
、
農
学
科
お
よ
び
林
学
科
か
ら
な
る
農
学
部
と

し
て
発
足
し
た
も
の
で
あ
る
。

長
野
県
立
農
林
専
門
学
校
は
太
平
洋
戦
争
中
に
中
等
学
校
が
修
業
年
限
を
四
年

に
短
縮
さ
せ
た
と
き
を
機
に
、
上
農
に
農
林
専
門
学
校
を
付
設
し
よ
う
と
時
の
校

長
村
上
明
彦
を
中
心
に
関
係
者
が
強
力
な
運
動
を
展
開
し
た
結
果
、
昭
和
二
〇
年
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二
月
五
日
文
部
省
よ
り
、
長
野
県
立
農
林
専
門
学
校
設
立
認
可
と
な
っ
た
。

校
地
は
南
箕
輪
村
の
村
有
地
と
一
部
区
有
地
、
そ
れ
に
西
箕
輪
村
か
ら
と
さ
ら

に
若
干
の
個
人
有
地
の
提
供
に
よ
宍

海
抜
八
〇
〇
ｍ
の
森
林
地
帯
を
中
心
に
中

野
原
に
五
五
ｈ
の
地
を
得
た
。

校
舎
は
伊
那
商
業
学
校
の
校
舎
の
譲
渡
を
受
け
て
移
築
し
た
。

昭
和
二
〇
年
四
月
、
農
科
四
〇
名
、
林
科
四
〇
名
で
開
校
し
た
。
校
長
は
上
農

の
校
長
村
上
明
彦
が
兼
務
し
た
。
二
三
年
第
一
回
、
二
四
年
第
二
回
卒
業
生
を
送

り
出
し
た
が
二
四
年
の
学
制
改
革
に
よ
り
信
州
大
学
農
学
部
に
包
括
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
農
林
専
門
学
校
は
二
七
年
七
月
一
一
日
廃
止
さ
れ
た
。

信
州
犬
学
農
学
部
は
前
述
の
農
林
専
門
学
校
を
母
胎
と
し
て
、
昭
和
二
四
年
五

月
三
日
農
学
科
、
林
学
科
の
二
科
を
も
っ
て
発
足
し
た
。
以
後
学
科
や
講
座
の
増

設
を
行
な
っ
て
き
た
が
四
七
年
に
は
大
学
院
農
学
研
究
科
修
士
課
程
を
増
設
し
年

を
追
っ
て
内
容
の
充
実
し
た
学
部
と
な
っ
て
い
る
。

本
学
部
の
特
色
は
そ
の
立
地
条
件
に
あ
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
本
邦
国
立
大

学
中
最
も
高
い
標
高
八
〇
〇
ｍ
の
地
に
位
置
す
る
こ
と
、
構
内
は
老
樹
多
く
農
学

部
に
ふ
さ
わ
し
い
自
然
環
境
に
あ
っ
て
異
色
あ
る
大
学
教
育
を
可
能
に
さ
せ
て
い

付
属
農
揚
は
学
部
構
内
に
二
四
・
三
ｈ
、
八
ヶ
岳
山
麓
標
高
二
二
五
〇
ｍ
の
野

辺
山
高
原
に
ニ

ー
ｈ
設
け
ら
れ
て
い
る
。

付
属
演
習
林
は
学
部
構
内
、
西
駒
山
麓
、

手
良
沢
山
、
野
辺
山
に
あ
り
、
ま

た
、
上
久
堅
と
桂
小
場
に
試
験
地
が
あ
り
そ
の
面
積
は
合
計
五
三
〇
ｈ
に
及
ん
で

い
る
。

学
部
定
員
は
昭
和
五
八
年
現
在
、
園
芸
農
学
科
三
五
、
林
学
科
三
〇
、
畜
産
学

科
、
森
林
工
学
科
、
農
芸
工
学
科
各
四
〇
名
ず
つ
計
一
八
五
名
。
大
学
院
は
各
修

士
課
程
と
も
一
〇
名
ず
っ
で
あ
る
。

四
　

社

会

教

育

Ｈ
　

概
　
　
　

説

明

治
政
府
は
明

治
初
年
か
ら

Ｉ
〇
年
代
、
王
政
復
古
、
天

皇
親
政
を
大
教

宣
布

運
動

を
通

じ
て
国
民
に
周
知
さ
せ
よ
う
と
し
、
こ

れ
に
併
せ
て
文
明
開

化
政
策
を

と

っ
た
が
、
特
に
社
会
教
育
に
力
を
入
れ
た
と

い
う

わ
け
で
は
な
か

っ
た
。

明
治
二
〇
年
代

か
ら
後
半
に

か
け

て
、
通
俗
教
育
と
称
し
て
社
会
教
育
に
類
す

る
企
画
に
取
り
組

ん
で
き

た
が
、
本
郡
に
お

い
て
は
、
明
治
三
七
、
八
年
の
日
露

戦
役

こ
ろ
か
ら
、
農
業
、
養
蚕
業

の
技
術
改
善
講
話
、
時
局
問
題

の
講
演
、
時
局

と
修
養
に
関

す
る
幻
灯
会

と
写
真
展
や
講
談
会
等

が
各
地
に
催

さ
れ
た
。

大
正
期

に
入
り
、
文
部
省
に

お
か
れ
た
社
会
教
育
課

は
図
書
館
、
博
物
館
、
青

少
年
団

体
、

処
女

会
、
成

人
教
育
、
特
殊
教
育
、
民
衆
娯
楽

の
改
善
、
普
通
図
書

の
認
定
等
に
関
す
る
事
務
分
掌
を
行

な
う
こ
と
を
決
め
た
。
こ
れ
ら
は
、
昭
和

の

戦
前
戦
中
期
に
お

い
て
は
国
策
遂
行
の
手
段
に
利
用

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

青
年
の
軍
事
訓
練
及
び
思
想
対
策
の
一
つ
と
し
て
「
青
年
訓
練
所
」
の
開
設

を
奨

励
し

た
。
こ

れ
に
対
し
、
長
野
県
連
合
青
年
団
は
、
軍
事
教
育
偏
重
の
青
年
訓
練

所
に
反
対
し
、
実
業
補
習
学
校

の
充
実
を
要
求
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
政

策
批
判

が
許
さ
れ
だ
の
に
昭
和
初
期

ま
で
で
、
そ

の
後
、
戦
時
体
制

の
進
む
に

つ

れ
て
社

会
教
育

は
国
策
に
沿

っ
た
国
民
教
化

の
役
割

を
果

た
す
こ
と
に
な

っ
た

。

戦
時
期
に

お
い
て
は
、
各
種
社
会
教
育
団
体
が
、
翼
賛
体
制
に
統
合

さ
れ
て
自

主
性
を
失
な
い
、
社

会
教
育
施
設

も
、
図

書
の
検
閲
、
グ
ラ

ン
ド

の
農
園
化

な
ど

で
、
本
来
の
機
能
を
失

っ
て

い
っ
た
。

昭

和

二
（

年

六
月
教
育

審
議

会
の
答

申
に

よ
り
、
青
年

と
婦
人

と
成
人
と

の
三

者
を
社
会
教
育
の
主
な
対
象
と
し
、

あ
ら
ゆ
る
人
に
結

び
っ
く
も
の
と
し

て
体
系

づ
け
ら
れ
た
。
文
化
施
設
と
し
て
図

書
館
、
博
物
館
。
指
導
項

目
と
し
て
、

展
覧

会
、
映
㈲
、
幻
灯
、
演
劇
、
音
楽
、

レ
コ
ー
ド
、
宗
教

、
文
芸
、
美
術
、
放
送
、
演
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芸
、
玩
具
、
生
活
文
化
、
趣
味
、
娯
楽
を
取
リ
上
げ
た
。
こ
う
し
て
、
昭
和
二
〇

年

ま
で

の
間

は
社
会
教
育
は
行
政
上

か
ら
姿
を
消
し
、
社
会
教
育
局
は
廃
さ
れ
て

国
家
教
育
局
に
改

め
ら
れ
、
青
年
学
校
令

の
強
化
と
共
に
戦
時
体
制
一
色
に
変

わ

っ
て
し

ま

う
て
や
が

て
終
戦
と
な

っ
た
。

≒
　

社
会
教
育
諸
団
体

１
　

概
　
　
　

説

社
会
教
育
団
体

は
六
歳

く
ら

い
の
子
供

か
ら
青
年
、
婦
人
、
老
人
に
至

る
ま
で

年
齢

の
幅

が
あ
る
。
ま
た
ス
ポ
ー
ツ
団
体

の
よ
う
に
自

ら
の
好
み
に

よ
っ
て
成
り

立
つ
団
体

も
あ
る
。

一
方

そ
の
諸
団
体

の
成

り
立
ち
を
み

る
と
、
研
修

の
た
め
に
自
主
的
に
成
立
し

運
営
し

て
い
る
の
も

あ
れ
ば
、
行
政
上
、
国
家
政
策
上
作

ら
れ
た
団
体
も

あ
る
。

そ
れ
ら
は
、
近
代

日
本

が
歩

ん
で
今
日
に
至

っ
て
い
る
国
際
、
国
家
、
社
会

の
情

勢

が
反

映
し
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
同

じ
団
体

で
も
、
明
治
、
大
正
、

昭
和

と
変

ぼ
う
し

て
来

た
の
も

あ
れ
ば
、
昭
和
二
〇
年

の
終
戦
に

よ
っ
て

Ｉ
た
ん

解
消

さ
れ
、
名
称

が
同

じ
く
し

て
内
容

の
変

わ
っ
た
の
も

あ
る
。
ま
た
、
戦
後
新

し
く
生
ま
れ
た
団
体

も
あ
り
、
現
代
的
活
動

を
歩

ん
で
き
た
が
、

ま
た
昔
行

な
わ

れ
た
こ
と
を
復
活

さ
せ
よ
う
と
考
え
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

学
校
教
育

と
相

よ
っ
て
社

会
教
育
諸
団
体

が
、
平
和
で
健

康
的

な
福

祉
国
家

を

め
ざ
し
て
活
動

を
盛
ん
に
し
、
今
叫

ば
れ
て
い
る
生
涯
教
育
、
継
続
教
育

が
行

な

わ
れ
て

い
く
こ
と
を
願

う
も
の
で
あ
る
。

２
　

青
少
年
団
体

①
　

子
　

供
　

会

数
え
年
六
歳
ぐ
ら

い
か
ら
一
四
歳
ぐ
ら

い
ま
で
の
子
供

の
仲
間

で
子
供
達

と
い

い
、
天

神
様
仲
間

、
天

神
講

、
ど
ん
ど
焼

き
仲
間
な

ど
が
あ

っ
た
。
明
治

な
か
ば
こ

ろ
か
ら
子
供

の
会
と
し
て
発
展
し
た
。
子
供
の
会
は
小
学
校
入
学
と
同
時

に
加

入

し
、
役
員
は
会
長
、
副
会
長
、
会
計
で
高
等
科
の
生
徒
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
。
子

供

の

会

の
仕

事

は

ど

ん

ど
焼

き
、

鳥

追

い
、

天

神

様

の

お
祭

町

ま

ん

ど
な

ど
が

主

で

あ

っ

た

が
、

そ

の
外

に

幻

灯

会

を
し

て
偉

人

伝

、

忠

臣

孝

子

物

語

、

歴

史

上

の

で

き

ご

と
、

名

所

旧

跡

な

ど

を
映

し

て
楽

し

む

こ
と

も

あ

っ

た

。
昭

和

に

な

っ

て

日

曜

日

の
朝

早

く

道

路

の
清

掃

も

す

る

よ

う
に

な

っ

た

。

青
少

年
団
　

昭

和

コ
（

年

二
月

一
四

日
　

高

度

国

防

国

家

体

制

建

設

の
要

請

に

即

応

さ

せ

る

た

め

に
、

青

少
年

団

体

を
統

合

し

て
学

校

教

育

と

Ｉ
体

の
も

と

に

訓

練

体

制

を

確

立

す

る

必
要

切

な

る

も

の

と

し

て
自

主
的

青

年

団

を
解

散

さ
せ

て
、

大

日

本

青

少

年
団

を

作

り
、

二
〇

歳

以

下

の
者

を
団

員

と
し

、

各

町

村

に

分

団

を

設

け

さ

せ

ら

れ

、
同

一

七

年

六

月
大

政

翼
賛

会

の

傘
下

に

統

合

さ

れ
、

以

来

決

戦

非

常

体

制

に

組

み

こ

ま

れ

た

。

少

年
団

員

は
小

学

校

と
相

よ

っ

て
児

童

に

団

体

的

実

践

訓

練

を

ほ

ど

こ

し

た

。

青

少

年
団

長

は
市

町

村

長

、

副

団

長

は
小

学

校

長

が

任

せ

ら

れ

た

。

昭

和

一

九

年
戦

局

熾

烈

と

な

り
直

接

戦

力

と
し

て

の
要

求

か

ら
単

位

団

体

で

あ

る

男
女

青

年
団

を

統

合

、

少

年
団

は
解

散

し
学

徒

隊
に

切

り
換

え
昭

和

二

〇

年

八

月

の

終

戦

ま

で

続

い
た

。

少

年
団
　

昭

和

二
（

年

八

月

八

日
文

部

省

は
「

学

校

報

国

団

」（
少

年

団

の

組

織

）

の

編

成

を

指

令

し

た

。

し

か

し

当
村

で

は

す

で
に

同

年

四

月

二

九

日
南

箕

輪

青

少

年
団

結

成

と

、

同

時

に

青

少

年

団

入

団

式

を

す

ま
せ

、

編

成

が

で

き

て

い

た

。

少

年
団

に

つ

い
て

は

、

す

で
に

昭
和

八
年

三

月

一
〇

日

の

「
児

童

生
徒

二
対

ス

ル

校

外

生

活

指

導

二
関

ス

ル

件

」

の

学

務
部

長

通
達

に

よ

っ

て
、

少

年

団

組

織

は

で

き

て

県

道

等

を

毎

月

一

日

と

一

五

日

清
掃

し

た

り

月

一
回

神
社

の
清

掃

を
し

た

り

し

た

。

地

区

児

童

会
　

戦

後
、

小

学

生

は
、

各

地

区

に

子

供

会

が

で

き
、

現

在

で

は
地

区

児

童

会

と

し

て

組
織

さ

れ
、

Ｐ

Ｔ

Ａ

校

外

指

導

部

の
援

助

を
得

な

が

ら
自

治

的

活

動

を

し

て

い
る

。

部
落
（
地
区

）
児

童
会
の
き
ま
リ

Ｏ
こ

の
会
は
部
落
（
地
区

）
で
の
生
活
や
行

事
な
ど
に
つ
い
て
話
し
合

い
計
画
を
立
て
て

脂5
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実
行
す

る
会
で
あ

る
。

○
こ

の
会
は
、
会
長
、
副

会
長
、
書
記
を
お
く
。

○
こ

の
会
は
、
新
年
度
は
じ
め
、
長

期
休
み
前
、
そ
の
他
必
要

な
と
き
に
開
く
。

こ

の
会
は
、
各
部
落
（
地
区
）
に
お
く
。
た
だ
し
北
原
は
久
保
へ
、
大
芝
は
大
泉
へ
合

併
し
、
北
殿
は
そ
れ
を
南
北
に
分

け
る
。

示

学
校

文
書
）

部

落

児

童

会

の
活

動

は

、
部

落

に

よ

っ
て
若

干

異

な

っ
て

い
る

が

通
学

路

の

確

認

、

自

転

車

に
乗

っ
て

は

い
け

な

い
場

所

の

確

認
、

非

常

時

の
集

団

下

校

の
班

編

成

、

行

事
－

花

火

大

会

、
度

胸

だ

め

し
、

球

技
大

会
、

は

ん

ご

う

炊

さ

ん
、

そ

の

他

、

ど

ん

ど

焼

き

、
天

神

様

、

ま

ん

ど

な

ど
、

昔

か

ら

の
行

事

を
引

き
継

い
だ

り

復

活

し

た
り

し

て

い
る

。

②
　

若
　
　
　

連

男

子

が

コ
（

～

七

歳

に

な

る

と

若

者

組

へ
入

っ

た

。
「
若

連

」

と

い
う

呼

び

方

が
親

し

ま

れ

た

。
正

月

に

若

者

組

に

入

旦

二
五

歳

ま

で

会

員

で

あ

っ

た

。
後

に

三

○

歳

に

な

り
、

大

正

初

期

あ

た

り

か
ら

青

年

会

に

変

わ

っ
て

い
く

。

若

者

組

の

一
番

大

切

な

役

目

は
村

の
氏

神

様

の
祭

事

を
引

き
受

け

、

祭

り

の
行

事

が

で

き

る

よ

う
に

つ

と

め

る

こ

と

で

あ

っ

た

。
幟

を

立

て
、

灯

龍

や

提

灯

を

つ

け
、

あ

る

い

は

そ

れ

ら

の
祭

典

を
管

理

し

た

。
昔

は
、

今

の

よ

う
に

娯

楽

が
多

く

な

か

っ

た

の

で
、

祭

の

日
に

は
地

芝

居

や

踊

り

を
し

て
神

に

奉

納

し

て
村

人

を
楽

し

ま

せ

る

こ

と

が

若

い
衆

の

つ

と

め

で

あ

る

と
同

時

に

楽

し

み

で

も

あ

っ

た

。

若

連

は

自

主

的

に

運

営

さ

れ
、

区

に

よ

っ
て

矯

進

会

（
大
泉
）
、

愛

心
協

同

会

（
北
殿
）
、

敬

心

ク
ラ

ブ

（
久
保
）
、
好

友

会

（
田
畑
）

な

ど

の

会

名

が

あ

っ

た

が
、

ど

の

若

連

も

き

ま

り

が

厳

し

く

、

新

し

く

は

い

っ

た

者

は
先

輩

の

指
導

と
命

令

に

従

わ

ね

ば

な

ら

ず

、

従

わ

な

い
と

仲

間
外

れ

の

制

裁

を
受

け

る

こ

と

も

あ

っ

た

。

好
友
会
規
約

（
抜
粋
）

萌

治
三
五
年
）

第
壱

条
　
本
会
（

田
畑
好
友
会

卜
称

ス

第
四

條
　

本
会
（

同
郷
青
年

ノ
親
睦
ヲ
篤

ク
シ
品
格
ヲ
尊

メ
知
徳
ヲ
増
進

セ
ン
ガ
為
ナ
リ

第
六
條
　

本
会
（

談
話
会
会
則
ノ
定

ム
ル
所

二
依
り
談
話
会
ヲ
開
催

ス

第
七
條
　

本
会
（

諏
訪
社
祭
事

二
関

ス
ル
事
務
ヲ
処
理
ス

第

八
條
　
本

会

丿
年
齢
十
五
歳
以
上
参
拾
歳
以
下
ト

ス
。
養
子
卜
雖
モ
参
拾
歳
迄
ト

ス

第
十

六
條
　

懲
罰
委
員
（

定

ム
ル
所

二
依

り
懲
罰
事
件
ヲ
審
査

シ
且
ツ
会
長
ノ
諮
問

二
応

ズ

第

三
十
條
　

本
会
員
（

品
行
ヲ
方
正

ニ
シ
会
則
ヲ
遵
守

ス
ル
コ
ト

第

三
十
二
條
　

開
会
中
此
ノ
規
約

二
違
イ
及

ビ
鴛
警
放
語
人
身
攻
撃
其
ノ
他
議
湯
ノ
秩
序

ヲ
楽

ス
者
ア

ル
時
（

会
長
之
ヲ
警
戒

シ
ス
（

制
止

シ
、
ス
（

発
言
ヲ
取
り
消
サ

シ
ム
、

若

シ
命

二
従
ワ
ザ

ル
ト

キ
（

会
長
（

会
議
ヲ
終

ル
迄
発
言
ヲ
禁

止
ス
（

会
席
ヲ
退
去

セ

シ
メ
又
（

相
当

二
懲
罰
ヲ
ナ

ス

第
三
十
五
條
　

本
会

二
於
テ
誹
毀
侮
辱
ヲ
被

ジ
ク
ル
会
員
（

之
ヲ
懲
罰

委
員

二
訴

エ
テ
処

分

ヲ
求

ム
ペ
シ
。
懲
罰
委
員
（

審

査
ノ
上
相
応

二
之
ヲ
処
分

ス
ペ
シ

第
三
十
九
條
　
懲
罰
（

左
ノ
如

シ

○
　
大

会
ノ
席

二
於
テ
謎
責

ス

ロ
　

過
料
金
課

シ
壱
銭
以

上
五
拾
銭
以
下

岫
　

大

会
ノ
席

二
於
テ
相
応
ノ
詑
辞
ナ
サ
シ
ム

四
　

除
名

㈲
　

絶
交

第
四
十
三
條
　

本
会
員
（

会
外
卜
雖
モ
本
会
名
誉
ヲ
毀
損

シ
、
其

ノ
他
不

都
合

ノ
所
為

ア

ル
者
（

相
当

二
懲
罰

ス
ル
コ
ト

談
話
会
則

第

一
條
　

本
会
（

好
友
会
規
約
第
六
條

二
基
ヅ
キ
、
毎
年
十
一
月
ヨ
リ
翌
年

五
月

マ
デ
毎

月
二
回
開
催

ス

第

六
條
　

本
会
（

無
通
知
欠
席

ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ズ
止

ム
ヲ
得
ザ
ル
事
故
ア
リ
テ
欠
席
ス

ル
場
合

二
（

其
ノ
旨
座
長

二
通
知

ス
ベ
シ
但

シ
年
齢
弐
拾
五
歳
以
上
此
ノ
限
リ
ニ
ア
ラ

ズ

8 部
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第
十
一
條
　

本
会
ニ
テ
（

演
説
、
談
話
、
討

論
、
質

疑
等
ヲ
ナ
ス

（
田

畑
神
社
文
書
）

㈲
　

青
　

年
　

会

若

者

組

、

あ

る

い
は

若

連

も

大

正

期

あ

た

り

か

ら

青

年

会

と

な

り

、

年

齢

も

二

七

歳

く

ら

い
ま

で

に

な

っ

て

い
る

。

大
正

期

の

郡
下

の

青

年

会

の

様

子

を

年

表

的

に
示

す

と

次

の

よ

う

で

あ

る

。

大
正
元

年
：
二

〇
月

二

百

伊
那
小
学
校

に

お

い
て
、

上
伊

那
青
年
代

表
者

会
が
開

か

れ
、
①
町
村
青
年
団
組
織
統
一
に
関
す
る
件
、
②
体
育
奨
励
、
③
実
業
補
習

教
育

の
普

及
振
興
に
関
す

る
件
が
協
議

さ
れ

た

大
正
二
年
：
上

伊

那
連
合
青
年

会
が
結
成

さ
れ
、
会
長

に
郡
長

を
推
戴
し
た
。

大
正
三
年
・：
連
合
青
年
会

の
会
誌

が
創
刊

さ
れ
、
第

一
号

が
発
刊

さ
れ
た
。
大
部
分

の
青

年
会

で
図
書
を
備
え
付
け

た
。

大
正

八
年
…
下
伊

那
で

は
自
立
青
年
団

の
運
動
が
活
発
で
、
い
わ
ゆ
る
官
製
青
年
団

脱
皮

の
動
き
が
始
ま
り
。
そ
の
影
響
を
受
け
て
こ

の
年
青
年
会
自
由
化
の
声
が
高
ま
犬

上

伊
那
連
合
青
年
会
で
は
会
員
中
か
ら
会
長
を
選
挙
し
た
。

大

正
一
〇

年
：
長

野
県
連
合

青
年
団

が
結
成

さ
れ
た
。

昭
和

期

に

入

る

と

農
村

が
経

済

不

況

へ

と

進

む
中

で
、

思

想

や
政

治

問

題

が
活

発

に

論

じ

ら

れ
、

昭

和

六
年

こ

ろ

か

ら
支

会

の
脱

会

等

が

あ

っ

て
前

途

に

暗

い
影

が

感

じ

ら

れ

て
来

た

。

さ

ら
に

、

し

だ

い
に

銃

後
運

動

が
活

発

に

な

っ

た

。

本

村

の
青

年

会

は
、

大

正

期

に

は
会

員

の
教

養

を
高

め

る

た

め
に

図

書

の
購

読

が
行

な

わ

れ
、
「
背

負

い
箱

」

に

な

っ

て

い

る

書

箱

の

後
側

に

背

負

い

な

わ

を

つ

け

た
も

の
に

書

籍

を
詰

め
、

巡

回

文

庫

と

し

て
地

区

か
ら

地

区

へ
巡

回

し

て
利

用

す

る

こ

と

を
し

た

。

ま

た
、

部

落

対

抗

の
運

動

会

も
行

な

わ

れ

た

。

昭

和

に

入

っ

て
も

初

期

は
大

正

時

代

と

同

様

な

活

動

が

行

な

わ

れ

て

い

た

が
、

し

だ

い
に

戦

時

色

が

濃

厚

に

な

る
に

つ

れ

て

銃

後
活

動

が

多

く
な

り
、

昭

和

一

六

年

に

は
自

主

的

な

青

年

会

が
解

散

さ
せ

ら

れ
、

官

製

的

な

大

日

本

青

少

年

団

の
傘

下
に
入
り
、
二
〇
歳
以
下
の
青
少
年
を
団
員
と
し
て
各
町
村
に
分
団
が
っ
く
ら
れ

た
。
さ
ら
に
、
同
一
七
年
に
は
大
政
翼
賛
会
の
傘
下
に
統
合
さ
れ
た
。
昭
和
一
九

年
、
戦
争
が
激
し
く
な
り
男
女
青
年
団
を
統
合
し
、
総
力
を
戦
争
遂
行
す
る
組
織

の
一
翼
と
し
て
終
戦
ま
で
活
動
し
た
。

戦
後
は
新
し
い
考
え
に
よ
っ
て
各
町
村
に
青
年
会
が
結
成
さ
れ
、
農
事
改
良
、

演
劇
研
究
、
原
水
爆
禁
止
運
動
、
憲
法
擁
護
運
動
、
体
育
競
技
、
村
を
明
る
く
す

る
運
動
、
四
Ｈ
ク
ラ
ブ
の
事
業
を
公
民
館
活
動
と
協
力
し
て
行
な
い
、
郡
連
合
青

年
会
、
郡
市
連
絡
協
議
会
等
の
組
織
も
生
ま
れ
て
い
る
。

氏
神
様
の
祭
事
等
も
地
区
の
神
社
役
員
と
協
力
し
て
行
な
う
よ
う
に
な
り
、
祭

り
の
演
芸
等
も
だ
ん
だ
ん
少
な
く
な
っ
て
来
た
。
し
か
し
、
最
近
ま
た
少
し
ず
つ

復
活
の
き
ざ
し
が
み
え
は
じ
め
て
い
る
。

㈲
　
処
　
女
　
会

大
正
の
こ
ろ
で
き
た
若
い
娘
の
集
団
で
あ
る
。
読
書
、
裁
縫
、
踊
り
な
ど
を
し

て
教
養
を
身
に
つ
け
た
り
、
修
養
と
い
っ
て
名
士
の
講
演
会
を
開
く
と
か
、
料
理

の
講
習
会
を
開
い
て
花
嫁
修
業
に
役
立
て
る
な
ど
の
事
業
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。

㈲
　
女
子
青
年
会

昭
和
初
年
に
処
女
会
が
女
子
青
年
会
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
大
日
本
青
少
年
団
と
し
て
大
政
翼
賛
会
傘
下
に
あ
っ
た
昭
和
一
七
年
六

月
以
降
は
、
女
子
団
員
は
皇
国
女
子
青
年
に
適
切
な
実
践
的
修
練
が
ほ
ど
こ
さ
れ

た
。
昭
和
一
九
年
戦
局
熾
烈
と
な
り
、
直
接
戦
力
と
し
て
の
要
求
か
ら
単
位
団
体

で
あ
る
男
女
青
年
団
を
統
合
し
、
昭
和
二
〇
年
八
月
の
終
戦
ま
で
続
い
た
。

戦
後
は
、
青
年
会
と
し
て
男
女
統
一
し
て
い
る
。
女
子
部
と
し
青
年
会
活
動
を

活
発
に
し
、
母
親
大
会
な
ど
に
も
協
力
参
加
し
た
り
し
て
い
る
。

３
　
婦

人

団

体

田
　

婦
　
人
　
会

昭
和
一
七
年
四
月
二
六
日
愛
国
婦
人
会
、
大
日
本
婦
人
会
、
国
防
婦
人
会
が
統

混ｱ
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合

し

て
、

大

日
本

婦

人

会
上

伊

那
支

部

が
結

成

さ

れ

た

が
、

昭

和

二

〇

年

七
月

、

大

政

翼

賛

会

の
解

散

に

伴

っ
て

解

散

し

た

。

戦

後

、

本

村

で

は

。

昭

和

二

三

年

に

婦

人

会

が
発

足

し

た

。

行

政

的

な

関

係

や

活

動

の
都

合

上

、

農

協
関

係

の

組

合

会

生

活

部

、

日

赤

奉
仕

団

、

消

費

者

の
会

、

結

核

予

防

婦

人

会

な

ど
と

深

い

つ
な

が

り

を

も

っ
て

活

動

し

て

い

る

。

次

に
、

南

箕
輪

婦

人
会

の
会

則

を
掲

げ

る

。

南
箕
輪

婦
人
会
会
則

第

一
条
　
本

会
は
、
南
箕
輪
婦

人
会

と
い
う
。

第
二
条
　

本
会
の
事
務
所

を
南
箕
輪
村
教
育

委
員
会

事
務
局
内
に
置
く

第
三
条
　

本
会
は
南
箕
輪
村
各
区
婦
人
会
を
以

て
組
織
す
る
。

第
四
条
　

本
会
は
婦
人
相
互

の
親
睦
を
計
り
教
養
を
高
め
る
と
共
に
、
地
域

社
会
の
発
展

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
五
条
　

前
条

の
目
的
を
達
す

る
た
め
次

の
事
業
を
行

な
う
。

Ｉ
　

各
種
講
演
、
講
習
会

の
開
催

２
　

各
種
資
料

の
収
集
調
査
視
察

な
ど
の
実
施

３
　

本
会

の
目
的

に
合
致
す

る
事
業

の
他
団
体

と
の
共
催

４
　

組
合

生
活
部
、
日

赤
奉
仕
団

、
消
費
者

の
会
、
結
核
予
防
婦

人
会

、
生
活
改
善
推

進
に
関

す
る
事
業

。

第
六
条
　

本
会
に
次
の
役
員
を
置

く

会
長
　

一
名
　
　

副
会
長
　

一
名
　
　

理
事
　

一
九
名
以

内

任
期
は
一
か
年
と
し
再
選
を
妨
げ
な
い

第

七
条
　

会
長
副
会
長
は
現
年
及

び
新
年
度
役
員
に
よ
り
会
員
中
よ
り
選
出
す
る
。
理
事

は
各
区
婦
人
会
正
副
会
長
を
充
て
る
。

第

八
条
　

会
長

は
会
務

を
総
理
す

る
。
副
会
長

は
会
長
を
補
佐
し
会
計
を
司

る
。
理
事
は

会
長
副
会
長
を

た
す
け
事
業

の
遂
行
に
あ
た

る
。

第

九
条
　

会
議

は
役
員
会
、
定
期
総
会
及
び
臨
時
総
会
と
す
る
。
役
員
会
は
会
長

、
副

会

長
、
理
事
を
以
て
組
織
し
、
必
要

に
よ
り
会
長

が
招
集

す
る
。
定
期
総
会
は
毎
年
四
月

に
開
催
し
、
臨
時
総
会
は
必
要
に
応
じ
て
役
員

会
の
決
議

に
よ
り
開
催
す

る
。

第
十
条
　

定
期
総
会
で
次
の
こ
と
を
決
め
る
。

１
　

事
業
計
画
、
経
費

の
賦
課
徴
収
方
法

２
　

前
年
度
経
費

の
収
支
決
算

の
承
認

な

お
、

昭

和

五

九
年

度

南

箕

輪

村

婦

人

会

の
主

な

事

業

は
次

の
よ

う

で

あ

る

。

南
箕
輪
村

婦
人
会
の
主
な
事
業

（
昭
和
五

九
年
）

四
月
二
二
日
　
　

日

赤
奉
仕
団
春
季

演
習

を
大
芝

グ
ラ

ン
ド
で
行

な
う

四

‘
三
〇

五
・

六
・
九

六

’
コ
（

七

七

七七
・
一
〇

七八
～

八

二
（

八
・
二
〇

八
・
二
八

九
・
一

九 九 九

●　　●　　ゝ

九

ｌ

一

〇

・

一

一

・

一
　
∇

一

総
会
（
役
場
講
堂
）

口
赤
社
資
金
募
金
に
協

力

消
費
者
の
会
総
会
に
協

力

農
協
生
活
部
班
長
以
上
研
修
会
に
参
加
（
喬
木
保
養
セ
ン
タ
ー
）

水
難
訓
練
を
大
芝
プ

ー
ル
で
行
な
う

ゴ
ミ
質
改
善
チ
ラ

シ
及
水
切
り
袋
会
員
一
人
一
枚
無
料
配

布

青
少
年
非
行
防
止
学
習
会

原

水
爆
禁
止
募
金

交

通
事
故
防

止
運
動
（
チ
ラ
シ
配
布
）

原
水
爆
禁
止
ア
ピ
ー
ル

一
日
婦
人
模
擬
村

議
会
及

び
大

芝
高
原

の
視
察
研
修

消
費
者

の
会
事
業
に
協
力
（
村
内
業

者
と
の
話
し
合

い
）

日
赤
防
災
訓
練

（
救
急
法
）
炊
き
出
し
訓
練

一
〇
　

研
修
旅
行

（
生
活
部
と
合
同
）

結
核
複
十
字
募
金
に
協
力

長
野
県
西
部
地
区
地
震
に
義
援
金
を
送

る

八
　
　

雑
排
水
処
理
に

つ
い
て
学
習
及
び
環
境
衛
生
施
設
見
学

赤
十
字
血
液

セ
ン
タ
ー
視
察

百

赤
奉
仕
団
事
業
）

一

八

日
赤
奉
仕
団

秋
季
演
習
を
大

芝
グ
ラ
ン
ド

で
行

な
う

8銘
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一

一
Ｓ

一

一

∫

一

一
一
Ｓ

一

一
一

一

一 一 一

●　　齢　二
三 六 Ｓ

－

一
▽

八

三

∴

二

ご
▽

二
四

同

日
消
費
者

の
会
事
業
に
協
力

（
不
用
品
即
売
会
）

米
消
費
拡
大

事
業
に
協
力

（
料
理
講
習
支
会
五
か
所
）

村
基
本
構
想
に

つ
い
て
各
班
で
検
討

村
基
本
構
想

の
ま
と

め
提
出

北
部
ブ

ロ
ッ
ク
研
修
、
辰
野
公
民
館
で
行
な
う

ア
フ
リ

カ
の
子
供
を
飢
え
か
ら
救
う
資
金
カ
ン
パ

日
赤
奉
仕
団

出
初
式

結
核
予
防
婦
人
会
奉
仕
活
動

（
松
本
市
）

老
人

ホ
ー

ム
慰
問

村
議
会
傍
聴

消
費
者

の
会
協

力
事
業

（
飲
食

ま
つ
り
健
康
食
展
示

コ
ー
ナ

ー
）

本
村
婦
人
会
で
は
。
以
上
の
よ
う
な
事
業
の
外
に
発
足
当
時
か
ら
生
活
改
善
の

一
環
と
し
て
引
き
継
が
れ
て
き
て
い
る
事
業
に
、
「
貸
衣
装
」
か
お
る
。
花
嫁
衣

装
の
貸
与
か
ら
始
め
で
い
た
が
、
最
近
で
は
江
戸
棲
が
主
で
、
紋
付
、
モ
ー
ニ
ン

グ
な
ど
も
貸
与
し
て
い
る
。

昭
和
六
〇
年
度
の
南
箕
輪
村
の
婦
人
会
の
会
員
数
は
ハ
コ

名
で
あ
り
、
班
の

数
は
七
三
、
役
員
数
は
八
八
名
で
あ
る
。
同
年
二
月
の
婦
人
会
大
会
に
お
い
て
、

婦
人
差
別
撤
廃
条
約
の
批
准
に
向
か
っ
て
地
に
つ
い
た
婦
人
活
動
を
展
開
す
る
こ

と
を
「
申
し
合
わ
せ
」
と
し
て
採
択
し
て
い
る
。

②
　
農
協
生
活
部

農
協
生
活
部
は
農
協
婦
入
部
と
言
っ
て
い
た
。
購
買
の
推
進
に
当
だ
っ
た
り
、

婦
人
農
業
学
校
に
参
加
し
た
り
、
研
修
会
を
開
い
た
り
し
て
い
る
。
研
修
会
で

は
、
生
活
改
善
、
営
農
改
善
、
料
理
講
習
会
な
ど
を
行
な
っ
て
い
る
。
農
協
と
し

て
も
農
業
後
継
者
作
り
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
米
価
要
求
大
会
に
は
生
活
部
も
協

力
参
加
し
て
い
る
。

③
　
結
核
予
防
婦
人
会

婦
人
会
活
動
の
中
に
含
ま
れ
て
い
て
、
複
十
字
シ
ー
ル
募
金
運
動
、
成
人
病
予

防
、
結
核
募
金
活
動
、
な
ど
を
行
な
っ
て
い
る
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

と
し
て

は
、
昭
和
五
六
年
度
の
記
録
に
よ
る
と
慰
問
金
と
お
む
っ
を
持
っ
て
松
本
東
国
立

病
院
に
行
き
、
重
度
心
身
障
害
児
の
慰
問
を
行
な
っ
て
い
る
。

㈲
　
若
　
妻
　
会

公
民
館
活
動
に
よ
っ
て
生
ま
れ
七
会
で
あ
っ
て
、
初
め
は
若
妻
を
対
象
に
妊
娠

調
節
や
育
児
な
ど
の
指
導
を
目
的
と
し
た
が
、
そ
の
時
の
集
ま
り
が
そ
の
ま
ま
継

続
し
て
現
在
親
睦
の
気
持
も
會
ま
れ
て
い
る
。
地
区
に
よ
っ
て
は
「
白
百
合
会
」

と
言
い
。
結
成
さ
れ
た
年
度
に
よ
っ
て
同
年
代
の
婦
人
の
会
と
し
て
「
む

つ
み

会
」
「
茄
子
会
」「
若
妻
会
」
な
ど
と
名
称
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
地
区
も
あ
る
。

㈲
　
仏
教
婦
人
会

西
光
寺
、
松
林
寺
、
常
円
寺
、
嶺
頭
院
等
の
檀
家
や
、
地
区
に
寺
か
お
る
所
の

婦
人
が
集
ま
っ
て
和
讃
を
し
た
り
、
寺
院
巡
り
を
し
た
り
、
春
は
花
祭
り
に
、
秋

は
浄
土
会
に
総
会
を
も
っ
て
法
話
を
聞
い
た
り
す
る
婦
人
の
会
で
あ
る
。

４
　
老
人

団

体

剛
　
初
期
の
老
人
団
体

老
人
だ
も
の
集
ま
り
は
、
す
で
に
戦
争
前
に
自
然
発
生
的
に
生
ま
れ
て
い
る
。

昭
和
一
五
年
ご
ろ
久
保
に
は
、
会
員
相
互
の
親
睦
と
、
生
き
て
ゆ
く
た
め
の
行
事

を
行
な
う
「
修
養
会
」
が
生
ま
れ
て
い
る
。
組
織
は
五
〇
歳
か
ら
七
五
歳
ぐ
ら
い

ま
で
の
婦
大
た
ち
が
中
心
で
、
男
性
も
あ
る
時
期
に
は
入
会
し
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。

お
互
い
に
気
の
合
っ
た
大
た
ち
が
勧
め
あ
い
、
常
に
一
五
～
六
人
は
お
り
、
具

体
的
な
活
動
と
し
て
は
寺
の
住
職
を
指
導
者
と
し
て
各
種
の
経
文
を
覚
え
た
り
、

法
話
、
講
話
を
聞
く
こ
と
、
春
秋
彼
岸
、
釈
迦
の
生
誕
日
、
涅
槃
日
、
盆
の
仏
迎

え

の
行
事
等

へ
の
参
加
、
会
員
間
に
葬
儀
が

あ
っ
た
場
合
は
弔
問
・
誦
経
な

ど
を

行

な
い
、

な
お
、
御
詠
歌
な

ど
も
歌

っ
た
よ
う
で
あ
る

。
組
内
に
葬
式
が
あ

っ
た

脂 夕
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場
合
、
お
墓
参
り
に
行
く
ま
え
仏
前
で
お
経
を
唱
え
て
行
く
が
、
そ
の
お
経
を
あ

げ
る
の
も
多
く
修
養
会
の
人
た
ち
で
あ
っ
た
。

会
の
運
営
は
合
議
制
で
、
初
め
は
月
一
回
西
念
寺
に
参
集
し
、
後
は
会
員
の
家

に
順
番
に
寄
り
集
ま
っ
て
行
な
い
、
会
費
を
出
し
合
っ
て
運
営
し
会
終
了
後
は
お

茶
に
漬
物
程
度
で
交
流
を
深
め
て
い
た
。

こ
の
会
は
昭
和
五
〇
年
ご
ろ
自
然
消
滅
の
形
と
な
っ
た
が
、
こ
の
久
保
の
修
養

会
の
よ
う
な
形
の
老
人
の
集
ま
り
は
、
塩
ノ
井
、
北
殿
、
大
泉
な
ど
に
も
あ
っ
た

よ
う
で
あ
り
、
外
の
部
落
に
も
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ

戦
後
経
済
が
成
長
し
、
生
活
の
安
定
が
進
む
に
つ
れ
て
各
地
に
自
然
発
生
的
に

老
人
の
集
ま
り
が
生
ま
れ
て
き
た
。
Ｏ
Ｏ
長
寿
会
、
口
口
友
愛
会
△
△
老
人
会
等

と
、
そ
の
地
区
地
区
に
よ
る
老
人
有
志
で
結
成
さ
れ
、
そ
の
運
営
も
ま
ち
ま
ち
で

あ
っ
た
。

初
期
の
う
ち
、
こ
れ
ら
の
集
ま
り
は
正
式
な
団
体
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
起
源

や
内
容
は
判
明
し
な
い
点
が
多
い
。

各
区
老
人
ク
ラ
ブ
の
報
告
に
よ
る
と
、
田
畑
は
昭
和
三
一
年
、
塩
ノ
井
は
同
三

六
年
、
神
子
柴
・
大
泉
は
同
三
七
年
、
南
殿
は
三
八
年
発
足
し
た
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。

こ
れ
ら
の
有
志
に
よ
る
老
人
ク
ラ
ブ
の
人
た
ち
が
ど
ん
な
活
動
を
し
た
か
、
そ

れ
ぞ
れ
地
区
に
よ
っ
て
異
な
り
判
明
し
な
い
点
が
多
い
が
、
久
保
で
は
月
二
回
ほ

ど
藁
細
工
を
し
、
縄
を
な
い
な
が
ら
時
局
の
話
を
し
た
り
、
名
士
の
講
演
を
聞
い

た
り
し
て
農
村
の
進
み
方
な
ど
を
話
し
合
っ
た
と
い
う
。

ま
た
、
神
社
仏
閣
の
清
掃
、
公
民
館
や
停
留
所
庚
申
塚
道
路
等
の
草
刈
り
や
草

取
り
、
草
ぼ
う
き
、
雑
巾
の
寄
附
等
の
奉
仕
活
動
を
行
な
っ
た
地
区
が
多
く
、
菊

の
栽
培
観
賞
、
藤
の
花
見
会
を
催
し
た
り
芸
能
人
を
招
い
て
歌
や
踊
り
を
習
い
慰

安
会
を
開
い
た
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
い
。
地
区
に
よ
っ
て
は
お
花
見

の
こ

ろ
、老
人
と
若
妻
の
会
を
持
ち
五
平
餅
を
食
べ
な
が
ら
話
し
合
い
を
し
、嫁
と

姑

の
問
題
な
ど
互
い
に
理
解
を
深
め
る
た
め
の
取
り
組
み
を
し
た
例
も
あ
り
、
有
意

義
な
活
動
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

㈲
　
老
人
ク
ラ
ブ
の
組
織
化
と
発
展

経
済
の
発
展
と
共
に
日
本
人
の
寿
命
は
し
だ
い
に
伸
び
、
老
後
の
生
活
を
い
か

に
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
し
だ
い
に
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
平
均
寿
命
の

伸
長
と
老
齢
化
社
会
の
伸
展
と
と
も
に
、
老
人
だ
も
の
生
き
が
い
を
求
め
る
要
望

も
強
く
な
大

政
府
は
昭
和
三
八
年
「
老
人
福
祉
法
」
の
施
行
に
よ
っ
て
、
老
人

ク
ラ
ブ
等
に
国
・
県
の
補
助
を
行
な
う
よ
う
進
め
る
な
ど
、
国
も
県
も
老
人
の
福

祉
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
生
き
が
い
の
あ
る
生
活
の
創
造
を
目
指
し
て
努
力
す
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
情
勢
の
も
と
で
、
昭
和
三
八
年
ご
ろ
、
時
の
村
長
清
水
国
人
は
、

老
後
の
生
き
が
い
対
策
と
長
寿
を
祝
う
意
味
で
、
村
費
支
出
に
よ
り
長
寿
会
を
発

足
さ
せ
た
。
こ
の
長
寿
会
の
発
足
当
時
、
全
区
に
老
人
ク
ラ
ブ
が
発
足
し
て
い
る

状
態
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
残
さ
れ
た
区
に
も
し
だ
い
に
老
人
ク
ラ
ブ
が
生
ま

れ
て
全
村
的
な
組
織
と
な
り
、
昭
和
四
〇
年
五
月
に
は
南
箕
輪
老
人
ク
ラ
ブ
連
合

会
規
約
が
成
り
、
長
寿
会
は
連
合
会
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
、
年
一
回
総
会
を
開
催
し
、
ま
た
演
芸
会
、
バ
ス
旅
行
な
ど
が
行
な

わ
れ
、
老
人
の
親
睦
と
楽
し
み
の
場
と
な
っ
た
。

長
寿
会
の
段
階

に
お
い
て
も
、

回
を
重
ね
る
に
し
た
が
い
、
疑
問
点
が
生
ま

れ
、
当
時
の
倉
田
会
長
は
慰
安
、
演
芸
か
ら
脱
す
る
の
が
好
ま
し
く
、
教
養
面
を

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
先
に
政
府
が
老
人
福
祉
法
を

施
行
し
、
三
八
年
の
八
月
、
国
・
県
の
補
助
を
受
け
る
に
当
た
っ
て
は
、
老
人
ク

ラ
ブ
運
営
基
準
に
適
合
す
る
ク
ラ
ブ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
運
営
基
準
が

示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
基
準
は
さ
ら
に
検
討
が
加
え
ら
れ
て
、
昭
和
四
四
年
六

月
各
都
道
府
県
知
事
、
指
定
都
市
市
長
あ
て
に
「
考
人
福
祉
費
補
助
金
交
付

要

8 祁
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図6-92　 老人クラブ の活動（ ゲートボール）

綱
」
が
通
達
さ
れ
た
。

そ
の
運
営
基
準
に
は
、
目
的
の
項

に
「
老
人
生
活
を
健
全
で
豊
か
な
も

の
に
し
、
老
人
福
祉
を
増
進
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
と
す
」
と
あ

り
、
ま
た
活
動
の
項
に
は
「
老
人
ク

ラ
ブ
は
全
員
の
教
養
の
向
上
、
健
康

の
増
進
、
地
域
社
会
と
の
交
流
を
総

合
的
に
実
施
す
る
も
の
と
し
、
老
人

ク
ラ
ブ
の
活
動
は
年
間
を
通
じ
て
恒

常
的
か
つ
計
画
的
に
行
な
う
も
の
と

す
る
こ
と
」、
と
示
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
昭
和
五
四
年
一
一
月
国

は
在
宅
福
祉
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
に
よ
り
、
各
老
人
ク
ラ
ブ
に
助
成
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
方
針
に
基
づ
い
て
、
老
人
ク
ラ
ブ
は
単
な
る
慰
安
・
演
芸
レ
ク
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
か
ら
脱
し
、
教
養
講
座
、
社
会
奉
仕
、
ス
ポ
ー
ツ
等
を
重
点
に
お
く
よ

う
指
導
さ
れ
、
南
箕
輪
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
も
こ
の
基
準
に
従
っ
て
運
営
さ
れ
、

国
・
県
の
補
助
を
受
け
て
活
動
を
し
て
い
る
。

現
在
、
南
箕
輪
村
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
は
会
員
数
コ

○
○
人
に
達
し
、
現
実

に
は
一
堂
に
会
し
か
総
会
は
不
可
能
に
近
い
た
め
各
ク
ラ
ブ
連
合
会
代
表
五
一
名

が
選
出
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
代
表
に
よ
る
総
代
会
の
形
で
運
営
さ
れ
て
い
る
。

各
区
の
老
人
ク
ラ
ブ
の
運
営
も
、
前
記
の
方
針
に
添
っ
た
活
動
が
展
開
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
内
容
を
み
る
と
従
来
か
ら
の
奉
仕
活
動
の
ほ
か
、
西
部
大
地
震
義
損

金
募
集
や
ね
た
き
り
老
人
の
慰
問
な
ど
の
奉
仕
活
動
が
加
え
ら
れ
た
り
、
交
通
事

故
防
止
の
た
め
の
交
通
安
全
講
習
会
な
ど
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
ス
ポ
ー
ツ
と

し
て
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
や

マ
レ
ッ
ト
ゴ
ル
フ
が
取

り
入
れ
ら
れ
、

老
人
ク
ラ

ブ
の
活

動
は
活
発
に
な
犬

特
に
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
は
村
内
の
競
技
会
は
も
ち

ろ

ん

郡

大

会
、
県
大
会
ま
で
行

な
わ
れ
、
郡
大

会
や
県
大

会
で
優
勝

す
る
チ
ー
ム
が
生
ま
れ

る

ぽ
ど

の
発
展
を
示
し
て

い
る
。

こ
の
老
人
ク
ラ
ブ
の
運
営
費
用

は
会
員

の
負
担
に

よ
る
会
費

と
補
助
金

が
中
心

に
な

っ
て

い
る
が
、
昭

和
五
八
年

の
村

老
人
ク
ラ

ブ
連
合
会

へ
の
補
助

は
次

の
よ

う
に
行
な

わ
れ
た
。

昭
和
五
八
年
度
、
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
　
事
業
補
助
金
等
交
付

村
費
補
助
確
定
額
　
二
六
万
〇
〇
〇
〇
円

補
助
事
業
の
目
的

村
内
一
二
老
人
ク
ラ
ブ
の
連
繋
を
図
宍

総
合
的
事
業
を
計
画
実
施
し
老
人
福
祉
を
推
進

す
る
。

（
役
場
文
書
）

各
区

の

老
人
ク
ラ

ブ
に

対

す
る

村
補
助
金
（
内
国
・
県
補
助
金
が
三
分
の
二
）
は

総
額

は
六
九
万

二
〇
〇
〇
円

で
、

会
員

数

に

応
じ

三
段
階
に
な

っ
て

い
る
。
な

お
、

各
区

の
老
人

ク
ラ

ブ
会
員
数
、
合
同
会
回
数
、
費
用
等

を
一
覧
表
に
し

玉

不

す
と
表
６
－
9
8
の
よ
う
で
あ
る
。

犬
芝
、
北
原
、
中
込

の
各
区

は
老
人
数

が
少
な

く
、
こ

の
ま
ま
で

は
助
成

の
対

象

と
な
ら
な
い
た
め
、
三

ク
ラ
ブ

を
合
併
し
、
西
部
老
人

ク
ラ
ブ
と
し
て
五
一
年

発

足
し
か
。
し
か
し
、

三
区

と
も
か
け
離

れ
て

い
て
合
同

の
会
合
等
は
不
可

能
な

た
め
、

そ
の
後
助
成

を
受
け
分
け

あ
っ
て
個

々
の
区
で
活
動
を
し
て

い
る
。

５
　

青
少

年
健

全
育
成
協
議

会

「
青
少
年
健

全
育
成
推
進

の
村
」

を
宣
言

し
た

当
村
は
、
「
南
箕
輪
青
少
年
健

全
育
成
協
議
会
」
を
結
成
、
村
を
挙
げ
て
青
少
年
の
非
行

防
止
・
健
全
育
成
に
取
り

組

む
こ
と
に

な
っ
た
。
昭
和
五

一
年
「
地
区
育
成
会
」
を
組
織
各
区
よ
り
選
出
さ

れ
た
推
進
員
に

よ
る
活
動

が
始

ま
っ
た
。
明
日

の
社
会

の
担

い
手
で

あ
る
青
少
年

8 む



第6 章　村 の発展

表
6
j
9
8
　各
区
老
人
ク
ラ
ブ
会
員
数
と
運
営
費

（

昭

和

五

八
年

度

）

中

込

老

人

ク

－フ

ブ

大

芝

老

人

ク

－フ

ブ

北

原

老

人

ク

－フ

ブ

大

泉

老

人

ク

－フ

ブ

南

原

長

寿

会

沢

尻

老

人

ク

－フ

ブ

神

子

柴

老

人

ク

ラ

ブ

田

畑

老

人

ク

ラ

ブ

南

殿

老

人

ク

－フ

ブ

北

殿

老

人

ク

ラ

ブ

塩

ノ

井

老

人

ク

ラ

ブ

久

保

老

人

ク

－フ

ブ

会

名

称

一
一

ｌ
、

ノゝ

一
一五

一
一○

－

○
五 七

一
六
七

七
一一

一
一
一一
一一

一
一
一七

－
一一
一
一組

七

一一一

一
一
一一
一一

会

員

数

一
一一

一

一一 七

一

一一一

一

一一

-

ｉ
．

ノヘ

-

．ｉ．
ノヘ

一
一一

一
一○

一
七

一
八

一
一一

会

合
回
数

一

一一一

〇
〇
〇

一
一一

五
〇
〇

一
〇

〇

〇
〇

一
〇
〇

八
〇
〇

一
一五

五

六
○

一
一一

○

○
○

一
一一五

五
〇
○

九
四

〇

〇
〇

一
一五

四

○Ｏ

一
一
○

○
○
○

－
四

六
〇
〇

四
∧

○
○

○円

会

費

運

営

費

額

一
一一一

○

○
Ｏ

一
一一一

○Ｏ

○

一
一一一

○
○
○

七○

Ｏ

Ｏ
Ｏ

六
四

〇
〇
〇

六
四

〇
〇
〇

六
四

〇
〇
〇

八
○

○
○
○

七Ｏ

○Ｏ

○

八
○

○Ｏ

○

六
四

〇
〇
〇

七Ｏ

○

○
○

村

補

助

金

一
一五

Ｏ

○
○

五

○
○
○

五
○

○Ｏ

○

六
九

○
Ｏ
Ｏ

四
五

○
Ｏ

○

四
五

○
Ｏ

○

区

補

助

金

六

六
〇
○

五

○
○
○

四
六

○
○
○

八
五

○
Ｏ

○

五
○

○

○
○ 円

そ

の

他

一
一一五

○
○
○

五
九

五Ｏ

○

一
一一七

○
Ｏ

○

－
七
七

四
〇
〇

一
一
一一九

五

六
〇

七
六

○
○
Ｏ

－

○四

五
〇
〇

一
一○
九

○
○
○

一
四〇

四

〇
〇

一
一
七
五

○
Ｏ

○

一
一
一八

六
〇
〇

一
六
一一一

〇

○
○円

合

計

討2
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図6-93　 魚つ り大会

を
健

全

に

育

成

す

る

た

め

に

は

、

い
ろ

い
ろ

と

好

ま

し

く

な

い
問

題

を

地
域

の
問

題

と

し

て

、

地

域

の
住

民

全

員

の

責

任

に

お

い
て

解

決

し

、
明

る

い
村

づ

く

り

を

目

ざ
し

て

の
活

動

で

あ

っ
た

。

さ

ら

に

、

昭

和

六

五

年

よ

り
県

知

事

委
嘱

「

青
少

年

健

全
育

成

指

導

員

」

制

度

が
発

足

、

推

進
員

と
連

繋

し

て
健

全
育

成

活

動

に

当

た

っ

て

い

る

。

そ

の
活

動

は

遊

び
場

の
設

置

、

有

害

環

境

の
除

去

。

危
険

箇

所

の
点

検

、

ス

ポ

ー

ツ

の

奨
励

、

魚

つ

り
大

会
、

非

行

防

止

懇

談

会
、

講

演

会
等

各

面

に

わ

た

っ

て

い

る

。

昭

和

五

六
年

よ

り

は

「
村

内

高

校

生

親

の
会

」

も

発

足

、

各

高

校

生

の
親

の
立

場

か

ら

も
率

先

し

て
非

行

の
防

止
と

健

全

育

成

に
取

り

組

み

、

ま

た

「
少

年

友

の

会

」

の
積

極

的

な
活

動

も

大

い
に

期

待

さ

れ
て

い

る

。

次

に

「
青

少

年

健

全

育

成

推

進

の
村

寡

言

の
決

議

」

を

掲

げ

る

と

次

の
よ

う

で

あ

る

。
　ｇ？`

わ
が
南
箕
輪
村
は
古
く
か
ら
豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
、
明
る
い
住
み
よ
い
村
と
し
て
わ

れ

わ
れ

の
誇
り
と
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か

る
に
、
近
年
急
速
に
進
行
し
て
い
る
地
域
の
開
発

と
道
路
の
開

通
に

伴
い
、
加
え

て
伊
那
市
近
郊
と
い
う
地
理
的
条
件
に
よ
り
、
各
種
の
娯
楽
施
設
や

、
風
俗

営
業

等
の
進

出
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
こ
れ
が
善
良

な
る
村

の
風
俗
こ
と
に
青
少
年
健

全
育
成
に
与
え

る
影

響
は
多
大

な
る
も
の
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

村
の
将
来
の
担

い
手
で
あ
る
青
少
年

が
心
身
共
に
健

全
に
成
長
す

る
こ

と
、
明

る
く
住

み
よ
い
生
活
環
境

を
守

る
こ
と
は
わ
れ
ら

の
等
し

く
願

う
と
こ

ろ
で
あ

る
。

も
と
よ
り
こ
れ
ら
の
こ

と
は
、
住
民

一
人
一
人

の
自
覚
に
よ

る
こ
と
は
大
切
な
こ
と
で

あ
る
が
、
一
方
村

の
取
り
組

む
べ
き
姿
と
し
て
積
極
的
に
悪

い
環
境
を
排
除
し
、
村

の
環

境

の
浄
化
に
努
め

る
べ
き
責
務
が
あ

る
と
確
信
す
る
次
第
で
あ
る
。

以
上

の
趣
旨
に
よ
几

村

の
清
潔
な
環
境
を
保
持
し
、
将
来
を
担
う
青
少
年
の
健
全
育

成
を
推
進
す
る
た
め
、
こ
こ
に
南
箕
輪
村
は
「

青
少

年
健

全
育
成
推

進
の
村
」

と
す
る
と

と
を
宣
言
す
べ
き
で
あ
る
と
決
議
す
る
。

昭
和
五
〇

年
九
月
二
日
　
　
　

南
箕
輪
村

議
会

（
役
場
文
書
）

６
　

社

会

体

育
団

体

昭

和

四

〇

年

代

に

入

る
と

県

下

い

た

る

と

こ

ろ
に

早

起

き

野

球

熱

が

高

ま

っ

た

。
働

く
者

の
体

位

向

上

と

親

睦

を

目

的

と

し

た

早

起

き

野

球

の
結

果

が

当

村

で

も

で

き

な

い

か
と

い
う

気

運

が

盛

り

上

が

り

、

昭

和

四

五

年

村

公

民

館

活

動

の

一

環

と

し

て
村

内

各

種

団

体

会

社

、

官

庁

、

各

部

落

公

民

館

に

呼

び

か

け

会

員

を

募

集

し

た

。

こ

う

し

て

、

同

年

七

月

、

参

加

九

チ

ー

ム
を

得

て

南

箕

輪

早

起

き

野

球

会

が
結

成

さ

れ

た

。

当

時

参

加

人

員

は

一

三

一

名

で

、

事

務

局

は
村

公

民
館

に
置

き
、

予

算

は
一

チ

ー

ム
当

た

り

１
０

０

０

円

で

発

足

し

た

。

昭

和

四

九

年

度

か

ら

は
公

民

館

活
動

か

ら

は
独

立

し

て
自

主
的

に

運

営

さ

れ

る

社

会

体

育
団

体

と

な

り

、
同

五

〇

年

か

ら

は
南

箕

輪

村

早
起

き
野

球
連

盟

と

改

称

さ

れ

、

五

五

年

に

は

一

七

チ

ー

ム
、

三
〇

五
名

の
参

加

者

を
持

つ
体

育

団

体

に

発

展

し

た

。

こ

の
間

、
昭

和

四

八
年

度

か

ら
早

起

き
野

球

南

信

連

盟

、

県

連

盟

に

加

入

し

、

各

種
大

会

に

参
加

し
、

大

芝

球

場

が
完

成

後

は
上

伊

那

選

手

権

大

会

や

南

信

予

選

8お



村 の 発 展第 ６章

大

会

の
主

幹

を

勤

め

る

な

ど
役

員

を

中

心

と

し

和

気

あ

い
あ

い
の
内

に

も
活

発

な

活

動

を
展

開

し

て

い

る

。

前

項

の
村

内

ス
ポ

ー

ツ
施

設

の
整

備

に
伴

い
、

早

起

き

野
球

の

み

な

ら

ず
昭

和

四

七
年

に

は
夜

間

ソ

フ
ト

ボ

ー

ル
連

盟

、
同

四

九
年

に

は

婦

人

バ

レ
ー

ボ

ー

ル

リ

ー
グ

戦

が
結

成

さ

れ
、

以

後

十

数

団

体

が

結

成

さ

れ

て

い
る

。
こ

れ

ら

の
社

会

体

育

団

体

は
公

民

館

活

動

や

教

育

委

員

会

の
社

会

体

育

指

導

の
も

と

に

成

立

し

て

い

る

も

の

が
多

い

が
、

や

が

て

そ

れ
が

独

立

し

て

自

主

的

に

運

営

さ

れ

る
社

会

体

育

団

体

と

し

て
活

動

し
村

民

の
融

和

と

体

位

の
向

上

に

重

要

な

役

割

を

果

た
し

て

い

る

。な

お
現

在

に

お

け

る
社

会

体

育

団

体

の
状

況

は
表

６
－
9
9
の

よ
う

で

あ

る
。

表
６
－
9
9
　
南
箕
輪
に
お
け
る
社
会
体
育
団
体
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
昭
和
五
九
年
現
在
）

北　サ　少 ラ婦 婦 役 卓　マ　 マ　夜 婦 早
殿　 ッ　年ブ人 ク入 場　　 ７　 ７　間　人 起
ソ　カ南野南 ソラバ　バ 球　さ　 さ　ソボバ
フ　１小球箕フブ レ　ト　　 ん　 ん　フ１レ き
卜南 クドク輪 卜し １　ミ ク　卓 ボソボトル｜ 野

ボ箕ラララ ニIボらボ　ン　　 球 ｜フ １　リ　 球
友｜輪ブゴブス け 川 クト ラ　ク ルト ル　｜　 、
のルＦ　 ン　モルばルラン　　 ラ 連　連　グ　 連
会　Ｃ　ス　ス ク会　ブ　 ブ　ブ 盟　盟　戦　 盟

団

体

名

μ　　μ　　μ　　μ　　μ　　μ　　μ　　μ　　μ　　μ　　μ　 昭

五　 五　 五　 五　 五　 五　 五　 五　 五　 四　 四　 四

五　 一　 四　 七　 六　 七　 －　 一　 八　 七　 九　 五 万
一 一 一

五　∧　三　七

四　二　三　一　一　
ニ　ー　一　チ　チ　チ　チ

ニ　六　四　七　七　 四　三　九　1　1　1　1
μ　　μ　　μ　　μ　　μ　　11　　μ　名　 ム　ム　ム　ム

人

数

小 場大 大 小　　　　　　 村 小 陸大 村 大

学 心芝 芝 学　　　　　 民 学 上芝 民 芝

校 否雫 小 校　μ　　μ　　μ　体 校 競　 体 野

校Elj競 運 校　　　　　 育 校 技　 育 球

庭 庭 技 動 庭　　　　　　 館 庭 場　 館 場

活
動

会
場

Ｐ毎Ｐ毎Ａ毎Ｐ 毎 大 Ｐ毎Ｐ毎Ｐ毎Ｐ毎Ｐ日Ａ毎 毎日
Ｍ 週Ｍ週Ｍ週Ｍ 週 会 Ｍ 週Ｍ 週Ｍ週Ｍ週Ｍ曜Ｍ 週

日曜

七土七月六 日七水 前 五木七水七金七金七・七火
Ａ 祭

・曜 ‥ ・・・曜 に　・曜・・・曜・曜・祭・・Ｍ 日
○日三水 ○祭三日 練 三日三金三日三 日○ 目三木五を
Ｏ　Ｏ・ ○日○　 習 Ｏ　Ｏ ・○　Ｏ　Ｏを○ ・除
Ｓ　∫金 Ｓ　Ｓ　　　　Ｓ　Ｓ土 Ｓ　Ｓ　Ｓ除 Ｓ　三く
九　九　一　九　　　 七　九　九　九　九 く九　〇
・　　　 〇　　　　　　　　●　　●　　　　●毎・　 Ｓ

三　三　　　 〇　　　 〇　三　三　三　三 日三　七
〇　〇　〇　〇　　　 〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇

○　　　　　　　　　　　　　　　　 ○

活
動
日

時
間

ト

ミ

ン
ト

ン

ク
ラ

ブ

人
バ（

二

（

ラ
ブ
ヱ

五

テ

ュ

ス

ク

ラ

ブ

ジ
ャ
ズ
体

操

ク
ラ

ブ
″
五

七

″
五

九

″
五

二

三
七

″

一
二

″

三
一

″

四
五

″

一

コ

コ

ー

ト

毎
週
金
曜
日

Ｐ
Ｍ
七
・
〇
〇

～
九
・
三
〇

毎
週
土
曜
日

Ｐ
Ｍ
三
・
〇
〇

～
五
・
〇
〇

毎
週
月
・
水

Ａ
Ｍ
五
・
〇
〇

～
七
・
〇
〇

Ｐ
Ｍ
七
・
三
〇

～
九
・
三
〇

尚
　
社
会
教
育
施
設

１
　
文
化
的
施
設

本
村
に
お
け
る
社
会
教
育
の
た
め
の
文
化
的
施
設
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
公
民
館

の
ほ
か
、
図
書
館
と
郷
土
館
の
み
で
あ
る
。

田
　
図
　
書
　
館

本
村
の
図
書
館
は
、
明
治
三
三
年
五
月
東
宮
殿
下

の
御
慶
事
を
記
念
し
、「
南

箕
輪
通
俗
図
書
館
」
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。

そ
れ
は
、
村
内
有
志
者
の
図
書
の
寄
贈
及
び
寄
付
金
に
よ
っ
て
通
俗
教
育
（
社

会
教
育
）
の
資
料
と
な
る
若
干
の
図
書
を
収
集
し
、
事
務
所
を
南
箕
輪
小
学
校
内

に
お
き
、
随
時
貸
出
し
や
閲
覧
に
供
し
た
。
し
か
し
、
図
書
購
入
費
等
が
少
な
く

一
時
不
振
で
あ
っ
た
。

大
正
天
皇
御
即
位
の
盛
典
を
記
念
し
て
、
巡
回
文
庫
の
制
を
と
り
入
れ
、
大
い

に
拡
張
し
た
。
同
窓
会
・
青
年
会
の
事
業
と
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
し
て
、

寄
付
金
の
募
集
に
着
手
し
た
と
こ
ろ
、
当
時
と
し
て
は
巨
額
の
金
二
三
〇
余
円
か

集
ま
っ
た
。
こ
の
一
般
の
熱
誠
に
こ
た
え
る
べ
く
、
図
書
館
の
基
礎
を
固
め
る
た

め
「
館
則
」
を
定
め
巡
回
文
庫
を
設
け
、
書
箱
八
個
を
造
大

各
箱
に
図
書
を
納

め
て
村
内
八
部
落
に
一
箱
ず
っ
を
配
り
、
順
次
巡
回
す
る
こ
と
に
な
り
、
大
正
元

年
コ

ー月
巡
回
文
庫
開
函
式
を
挙
行
し
て
い
る
。
そ
の
後
の
動
き
を
年
表
的
に
示

す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

大
正
二
年
七
月
　
　
　
図
書
館
令
に
よ
り
知
事
に
開
申
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第9 節　文化と教育

大
正

四
年
三
月

大
正
　

五
年

一
〇

月

長
野
県
知
事
よ
り
表
彰

さ
る

基
本

金
造
成

を
図

り
村
内
有
志
者

の
拠
出
に
よ
り
金

七
五
〇
円

を
得

大
正
一
〇
年
一
一
月
　
事
務
所
を
組
合
の
階
上
に
移
し
、
貸
出
し
及
び
閲
覧
に
便
す

こ
の
よ
う
に
、

そ
の
後
順

調
に
発
展
し

て
、
図
書
室
が
南
箕
輪
信
用
購
買
組
合

事
務
所
階
上
に
設
け

ら
れ
、
毎
月

一
〇
日
・
二
〇
日
・
三
〇
日
が
開
館
日
で
閲
覧

及

び
貸
出

し
を
行

な
っ
た
。

蔵
書
数

は
一
五
四

七
冊
と
な

っ
た
が
、
時
代

の
進
運
に
み
あ

っ
た
図
書
購
入
費

と

は
い
え

ず
、

一
般

の
満
足
す

る
程
度
に
は
至
ら
な
か

っ
た

。

そ
こ
で
、
村
当
局

は
「
南
箕
輪
村
図
書
館
基
本
財
産
蓄
積
条
例
」
を
作

っ
て
、

村

立
図
書
館

の
設
立

の
準
備
を
始

め
た

の
で
あ

る
。

こ

の
基
本
財
産

の
蓄
積
は
順
調
に
進
ん
で
、
昭
和
四
年
に
は
「
南
箕
輪
村

立
図

書
館
」
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
れ
は
通
俗
図
書
館
の
蔵
書
を
受
け
継

い
で
お
り
、
同

年
二
月
六
日
、
通
俗
図

書
館
長
倉
田

寛
幹
よ
り
村
長

あ
て
次
の
よ
う
な
寄
付
採

納

願
が
出
さ
れ
て

い
る
。

寄
付
採
納
願

別
紙
目
録
ノ
通
り
図
書
寄
付
仕
リ
度
夕
候
間
御
採
納
下
サ
レ
度
ク
申
請
候
也

昭
和
四
年
二
月
二
十
六
日
　
南
箕
輪
通
俗
図
書
館
長
　
倉
田
寛
幹
回

南
箕
輪
村
長
　
且
戸
伝
章
殿

一
図
書
一
八
八
三
冊

修
身
類

社
会
類

教
育
類

地
理
類

理
科
類

数
学
類

一

七

六

冊

三

〇

冊

一

八
．冊

三

〇

冊

二

七

冊

三

冊

伝
記
類
　

コ

ー七
冊

家

事
類
　
　

六
七
冊

農
業
類
　

コ

ー
九
冊

経
済
類
　
　

三
二
冊

政
治
類
　
　

一
四
冊

評
論
類
　
　

三
一
冊

宗
教
類

哲
学
類

文
学
類

歴
史
類

漢
文
類

稗
史
類

二
一
冊

一
六
冊

七
八
四
冊

一
〇

七
冊

一
〇
冊

一
回

二
冊

商
業
類
　
　
　

四
冊
　
　

洋
書
類
　
　
　

一
冊
　
　

辞

書
　
　
　
　

八
冊

法
律
類
　
　

一
三
冊
　
　

雑
　
　
　
　

九
六
冊

（
役
場
文

書
）

村

立

南

箕

輪

図

書

館

は
館

長

に

は

村

長

が
当

た

っ
た

が
館

務

は
青

年

会

が
行

な

い
、

相

変

わ
ら

ず

巡

回

文

庫

を

と

リ

入

れ

て

、

通

俗
図

書
館

と

あ

ま

り
内

容

は
変

わ

っ

て

い
な

か

っ
た

が

、

次

の
よ

う

な
図

書

館
規

程

が
作

ら

れ

て

い

る

。

議
案
第
三
六
号

村
立
南
箕
輪
図
書
館
規
程

第
一
章
　

総
則

第
一
条
　

本
図
書
館
（

村

立
南
箕
輪

図
書
館

卜
称
シ
図

書
室

ヲ
南
箕
輪
信
用
購
買
組
合

階

上

二
置

キ
村

長
之
ヲ
管

理
ス

第

二
条
　
本
図

書
館
【

南
箕
輪
村
公
衆

】
般
ノ
閲
覧

二
供

ス

第

三
条
　
本
館
（

特
志
者
ノ
寄
附
金
及

ビ
寄
附
図
書
ヲ
採
納

ス

第
四
条
　

本
図
書
館
（

巡
回
文
庫
ノ
制
ヲ
併
設

シ
農
閑
時

二
（

村
内
各
区

ヲ
巡
回
閲

覧

セ
シ
ム
　
但

シ
巡
回
ノ
方
法
（

別

二
之
ヲ
定

ム

第
五
条
　

館
務
（

主
ト

シ
テ
南
箕
輪
青
年
会
之

二
当
タ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
二
章
　

役
員

第
六
条
　

本
館

二
左
ノ
役
員
ヲ
置
ク

館
長
　
　

一
名
　
　

副
館
長
　

二
名

評
議
員
　

五
名
　
　

理
事
　
　

若
干

名

第
七
条
　

館
長
（

村
長
ト

シ
館
務
ヲ
総
理
ス

第

八
条
　

副
館
長
（

本
村
小
学
校
長
並
ビ

二
本
村

青
年
会
長

二
嘱
託

シ
館
長

ヲ
補
佐

シ

テ
館
務
ヲ
掌
理

ス

第
九
条
　

評
議
員
（

館
長
ノ
推
薦

二
依
り
任
期
ヲ
二
年
ト
シ
本
館

ノ
諮
問
機
関

ト
ス

第
十
条
　

理
事
（

各
区

二

Ｔ
価
ヲ
置
キ
各
区

青
年
支
会
長
二
嘱

託
シ
館
長

ノ
指
揮

ヲ
受

ケ
テ
図
書
ノ
管
理
運
用

二
当
ク
ル

第
三
・
四
・
五
章

略
　
　

昭
和
四
年
十
一
月
二
十
五
日

（
役
揚
文
書
）
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第６章　村 の発 展

こ
め
図
書
館
は
南
箕
輪
信
用
購
買
組
合
の
階
上
に
お
き
運
営
さ
れ
て
い
た
。
昭

和
三
一
年
こ
ろ
旧
役
場
二
階
会
議
室
に
移
し
、
暫
定
的
に
図
書
室
と
呼
ん
で
運
営

さ
れ
て
い
た
が
そ
の
活
用
は
極
め
て
少
な
く
な
っ
て
い
た
。

昭
和
三
九
年
に
は
村
公
民
館
が
竣
工
開
館
し
た
こ
と
に
よ
り
、
専
用
の
図
書
室

が
設
け
ら
れ
、
そ
こ
に
図
書
を
移
し
、
以
後
毎
年
図
書
の
購
入
を
し
て
蔵
書
の
増

加
を
図
少
一
般
へ
の
図
書
の
貸
し
出
し
を
行
な
い
利
用
を
図
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
現
在
蔵
書
数
も
少
な
く
、
一
般
の
利
用
も
ま
れ
で
社
会
教
育
の
発
展

に
充
分
役
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
蔵
書
数
の
面
に
お
い
て
も
施

設
や
運
営
の
面
に
お
い
て
も
画
期
的
な
充
実
改
善
が
望
ま
れ
て
い
る
。

②
　
郷
　
土
　
館

郷
土
館
は
、
昭
和
四
六
年
中
学
校
新
築
に
伴
い
旧
校
舎
が
不
用

と
な
っ
た
た

め
、
旧
校
舎
の
一
部
を
解
体
し
て
公
民
館
東
側
北
に
移
築
し
郷
土
館
と
し
た
も
の

で
、
面
積
は
一
四
八
。ｍ
で
あ
る
。

館
内
に
は
村
内
遺
跡
よ
り
発
掘
さ
れ
た
土
器
や
石
器
な
ど
の
考
古
資
料
、
村
内

か
ら
収
集
さ
れ
た
民
俗
資
料
が
陳
列
さ
れ
、
最
近
寄
贈
さ
れ
た
植
物
標
本
等
が
収

納
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
陳
列
も
管
理
運
営
も
ま
だ
整
っ
て
お
ら
ず
、
今
後
の
整

備
改
革
が
望
ま
れ
る
状
態
で
あ
る
。

２
　
ス
ポ
ー
ツ
施
設

本
村
の
社
会
体
育
の
施
設
は
昭
和
四
〇
年
代
後
半
か
ら
急
速
に
充
実
を
し
て
き

て
い
る
。

大
芝
ス
ポ
ー
ツ
公
園
は
ま
ず
昭
和
四
七
年
に
野
球
場
と
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
場
、
四

八
年
に
陸
上
競
技
場
が
造
ら
れ
、
四
九
年
に
は
村
民
プ
ー
ル
が
完
成
、
五
○
年
に

は
大
芝
陸
上
競
技
場
里
作
間
照
明
施
設
が
で
き
、
五
四
年
に
は
六
面
の
テ
ュ
ス
コ

ー
ト
が
完
成
し
た
。
ま
た
、
大
芝
陸
上
競
技
場
は
冬
季
間
ス
ケ
ー
ト
場
と
し
て
利

用
さ
れ
、
付
属
施
設
と
し
て
憩
い
の
家
及
び
宿
泊
施
設
を
持
ち
、
総
合
的
な
ス
ポ

ー
ツ
公
園
と
し
て
、
村
内
外
の
多
く
の
人
々
か
ら
利
用
さ
れ
て
い
る
。

村
民
体
育
館
は
五
一
年
に
、
主
競
技
場
の
外
に
階
下
に
卓
球
場
、
柔
剣
道
場
、

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
等
を
持
つ
総
合
体
育
館
と
し
て
完
成
し
、
村
民
一
般
の
社
会
体

育
の
場
と
し
て
活
用
さ
れ
、
ま
た
新
築
さ
れ
た
小
学
校
体
育
館
及
び
小
・
中
学
校

校
庭
も
社
会
体
育
の
場
と
し
て
夜
間
村
民
に
解
放
利
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
体
育
施
設
は
文
化
施
設
に
比
し
格
段
に
整
備
さ
れ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。（
詳
細
は
第
七
章
第
五
節
参
照
）
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人口と職業節第,１

１

第
七
章
　
新
し
い
南
箕
輪

第
一
節
　
人
口
と
職
業

｛
　

戸

口

の
推

移

明
治
以

後
に

お
け

る
南
箕
輪
村

の
戸
数
（
世
帯
数
）
お
よ
び
人
口

の
推

移

は
、

表
７
－

１
お
よ
び
図
７
－

２
の
と

お
り
で

あ
る
。
表
７
－

１

の
明
治
前
半

の
数
字

は
当
村
役
場
文
書
、
塩

ノ
井
大
東
文
書
に
よ
り
、
明
治
三
一
年
～
大
正
五
年
は
県

統
計
書
、
大
正
九
年
以
降

は
国
勢
調
査
に
基

づ
く
長
野
県
統
計
資
料
に
よ

っ
た
。

Ｈ
　

人

口
の
推
移

南
箕
輪

の
人
口

の
推
移
は
、
表
７
－

１
お
よ
び
図
７
－

２
に
よ

っ
て
わ
か
る
よ

う
に
、
Ｉ
、
明
治
初
期
よ
り
大
正
五
年
こ
ろ
に
至
る
人
口
増
加
期
、
２
、
大
正

五

年
こ

ろ
よ
り
昭
和
一
九
年
に
至
る
人
口
停
滞
期
、
３
、
昭

和
二
〇
年

よ
り
同

二
五

年
に
至
る
人
口
変
動
期
、
４

、
昭
和
二
六
年
よ
り
同

三
五
年
に

至
る

人

口

漸

減

期
、
５
、
昭
和
三
六
年
以
後

の
人
口
急
増
期
に
分
け
て
考
え

る
こ
と
が
で
き

る
。

１
　

明
治
初
年
よ
り
大
正

五
年
ご
ろ
に

至
る
人
口
増
加
期

こ

の
四
五
年
間

で
は
人
口
が
ほ
ぼ
倍
増

し
、
年
平
均

の
増
加
人
数

は
四
六
人

ほ

ど
で
あ

フ
た
。
こ

の
時
代

社
会
的
増
加

は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
高

い

出
生
率
に
基
づ
く
自
然
的
増
加

で
あ

っ
た
と

い
え
る
。
（
出
生
率
死
亡
率
の
項
参
照
）

２
　

大
正
五
年
こ
ろ
よ
り
昭

和
一
九
年
に
至

る
人

口
漸

減
期

こ
の
時
期

は
出
生
率
、
死
亡
率

と
も
に
前
期

と
大
差

な
く
、
自
然
増
加
率
が
二

〇

パ
ー
ミ
ル
程
度

で
か
な
り
急
速
に
増
加
し

て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
人
口
が

停
滞

気
味
で
あ
る
の
は
社

会
的

減
に

よ
る
も

の
と
思

わ
れ
る
。
社
会
的
増
減
を
示

す
適
切

な
資
料

が
な
い
が
、
当
時

の
出
寄
留
者
が
常
時

一
〇
〇
〇
人
内
外
、
入
寄

留

者
が
二
五
〇
～
三
〇
〇
人
程
度
で

あ
り
、
こ

れ
は
毎
年

の
寄
留
者

の
現
在
数
を

示

す
も
の
で

あ
る
が
、
転
出
者

の
多

か
っ
た
こ
と
を
推
量
さ
せ

る
も
の
で
あ
る

。

こ
れ
を
具
体
的
事
象
で
考
え

る
な
ら

ば
、
大
正

か
ら
昭
和
の
初
期
に
か
け
て
は
製

糸
工
揚

へ
の
製
糸
工
と
し

て
の
就
業

の
た
め
の
出
村
が
多
く
、
昭
和
七
、
八
年
こ

ろ
か
ら
太
平
洋
戦
争
中
ま
で

の
戦
時
体
制
下

の
時
代
は
、
軍

需
工

揚
へ
の
就
労
や

動
員
、
軍

隊
へ
の
応
召
等
が
大
き
く
社
会
的
減
に
関

与
し
た
も
の
考
え
ら
れ
る
。

３
　

昭
和
二
〇

年
よ
り
同

二
五
年
に

至
る
人

口
変
動
期

昭
和
二
〇
年
村
の
人
口
は
急
増
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
、
戦
時
体
制
下
に
行

な

わ
れ
た
都
市

か
ら
の
疎
開
者

が
ま
だ
か
な
り
残
留
し

て
い
る
と
こ

ろ
へ
、
各
地

か

ら
の
引
揚

者
と
軍

隊
か
ら
の
復
員
者
、
敗
戦
に
伴

う
経
済

の
混
乱
に
よ

る
一
時
帰

村
者

等
が
大

き
な
要
因
に

な
っ
て
い
る
。
そ

の
後
、
疎
開
者
は
逐
次
都
会

へ
引
き

楊

げ
て
い
っ
た
が
、
開
拓
者

の
村
内

へ
の
入
植
、
婚
姻

の
増
加
に
よ
る
出
生
率
の

増
加

（
こ
の
と
き
の
出
生
率
の
増
加
を
第
一
次
ベ
ビ
し
フ
ー
ム
と
呼
ぶ
）

が

あ

り
、

二

〇
年

の
急
増

な
ど
内
容
的
に
大
き
な
変
動
期
で
あ

っ
た
。

４
　

昭
和

二
六
年
か
ら
昭
和
三
五
年
ま
で
の
人
口
漸
減
期

こ

の
時
期

は
生
活
も
や
や
安
定
し
出
生
率
の
低
下

が
著
し
く
自
然
増
が
減
少
し

だ
の
に
加
え
て
、
経
済

の
復
興
に
伴

っ
て
都
市
に
職
を
求
め
て
転
出
す
る
も
の
が

多
く
な
り
、
村
内
人
口
は
漸
減
を
し
た
。
当
時
は
毎
年
三
〇
〇

～
四
〇
〇
人

が
転

出
し
、
転
入
者
と
の
差
が
毎
年
一
〇
〇

～
二
〇
〇

人
に
な
っ
て
い
る
。

５
　

昭
和
三
六
年
以

降
の
人
口
急
増
期

こ

の
時
期
は
医
学
の
進
歩
と
医

療
行

政
の
発

展
に

よ
り
、
死
亡
率

は
低
下
し

て

一
〇
‰
以
下

に
な
っ
た
が
、
出
生
率
は
さ
ら
に
急
速
に
低
下

し
た
た
め
人
口
の
自

討7
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表7-1　明治以後南箕輪村の戸数（世帯数＞ 人口の推移

∧ 戸数・世帯数

人　　　　　　　　　　 口
資料出所 備考

総　　 数 男 女

明治5

9

15

18

25

31

35

40

45

大正5

9

15

昭和5

10

15

20

22

25

30

35

40

45

50

55

58

戸数　420

//　462

//　526

//　　519

μ　　５27

//　531

μ　　541

//　　624

//　598

//　　680

世帯数　758

//　752

//　　825

//　　881

//　869

//1,038

//1 ，105

//1 ，197

//1,236

//1 ，272

//1 ，361

//　1，568

//2,048

//2,446

//　2,704

2,259

2,417

2,719

2,731

3,246

3,351

3,638

3,890

4,333

4,025

3,906

4,349

4,420

4,466

6,180

6,150

6,360

6,248

6,043

6,146

6,660

7,676

8,874

9,439

!ユ45

1,227

1,370

1,375

1,725

1,864

1,931

2,237

1,936

1,954

2,144

2,228

2,228

2,907

3,042

3,165

3,122

2,989

3,028

3,329

3,822

4,337

4,688

!ユ14

1,190

1,349

1,356

1,626

1,774

1,959

2,096

2,087

1,952

2,205

2,192

2,238

3,273

3,108

3,195

3,126

3,054

3,118

3,331

3,854

4,500

4,751

塩 ノ井大東文書
役場文書

//

μ　　　　　　μ

μ　　　　　　μ

上伊那町村統計調査

上伊那誌現代篇

//

//

//

//

国調，長野県人口付表

μ　　　　　　　μ

//

//

μ

村勢一覧

国調

μ

//

//

//

//

//

//

村報１月１ 口現在

(１戸 当人数)

5.38

5.23

5.16

5.23

6.11

6.19

5.83

6.50

6.36

5.3

5.19

5.27

5.02

5.14

5.89

5.56

5.31

5j)5

4.75

4.52

4.28

3.75

3.62

3.49

然
増
加
率
は
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
人
口
の
急
増
し
て
い
る
の
は
社
会
的
増
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
一
戸
当
た
り
の
子
供
出
生
数
の
減
少
、

そ
れ
に
よ
る
転
出
可
能
な
二
、
三
男
（
女
）
の
減
少
し
た

こ
と
、
そ
れ
と
表
裏
し
て
工
揚
の
地
方
分
散
に
よ
っ
て
地

方
に
お
け
る
就
職
機
会
の
増
大
が
転
出
者
を
減
少

さ
せ

た
。
こ
の
反
面
で
南
箕
輪
が
伊
那
谷
に
お
け
る
交
通
に
便

利
な
地
理
的
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ベ
ッ

ド
タ
ウ
ン
的
性
格
を
持
つ
に
至
り
転
入
者
が
増
加
し
た
こ

と
に
よ
る
。
特
に
、
浅
間
塚
団
地
　
中
込
団
地

等
の
村

営
、
県
営
の
住
宅
団
地
の
造
成
に
み
る
積
極
的
な
人
口
吸

収
策
も
あ
っ
て
転
入
者
が
急
増
し
た
の
で
あ
っ
て
、
昭
和

乱

…
…

Ｅ
］

’

ぶ
　

’

図7-1　 中込団地の成立（ 昭和50年中込区 となる）
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ノ

／

人

10,000

9,000

／

／ ／

〆 〆ゝ ゝ － ／

。〆

ｙ Ｊ 恟４ － － ゛二 ゛ － か

ノ メ

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1 ，0{}0

人 口

戸

2Z400

2,200

2,000

｜，800

｜，600

1 ，400

1 ，200

1 ，000

800

600

戸 数

六
〇

五
〇

四
〇

三
〇

二
〇

一
〇

和
元

年
一
〇

正
元
年

四
〇

三
〇

二
〇

一
〇

治
元

年

八

〇

七

〇

六

〇

五

〇

四

〇

三

〇

二

〇

一

〇

一

九

〇

〇

九

〇

八

〇

一

八

七

〇

年
　

度

人

口

・
　
　

″

戸
（

世

帯

）
数

明治以降南箕輪村の戸数（世帯数い 人口の推移図7-2

四
五
年
以

後
は
毎
年
一
〇
〇

～
二
〇
〇
人

ほ
ど
の
社
会
的
急
増
に

な
り
、
自
然
増

と
合
わ
せ
て
県
下

で
も
有
数
の
人
口
急
増
村

と
な
っ
て
い
る
。

≒
　

戸
数
・
世

帯
数
の
増
加

表
７
－

Ｉ
の
戸

数
・

世
帯
数
に

つ
い
て
は
、
大
正
五
年

ま
で

往

戸
数
、
そ

れ
以

後
は
世
帯
数
に
な
っ
て
お
り
、
若
干

の
差
異

は
あ
る
が
大
勢

を
知

る
こ
と

が
で
き

図
７
－

２
に
み
る
ご
と
く
戸

数
は
、
昭
和
一
五
年

ご
ろ
ま
で

は
多
少

の
浮
沈
は

あ
る
も
の
の

ぼ
ぼ
漸
増
の
形

に
な
っ
て
い
る
。
明
治

初
期
四
二
〇
戸
で

あ
っ
た
も

６

５

４

３

２

人

1∩5 20 25 30 35 40 45 50 55

昭
和
51

5
1
0

大
正
５

人数

10 15 20 25 30 35 40 45

１戸（世帯）当た り家族人数 の推 移（南箕輪村）図7-3

の
が
昭
和
一
五
年
に
は
八
六
九
世

帯
と
な
り
二
倍
強
で
、
毎
年
の
平

均
増
加
戸
数
（
世
帯
数
）
は
六
・

五
戸
（
世
帯
）
で
あ
る
。

昭
和
一
五
年
よ
り
同
二
五
年
に

至
る
間
け
、
世
帯
数
が
急
増
し
て

い
る
。
こ
れ
は
戦
時
中
の
疎
開
者

に
よ
る
世
帯
の
増
加
、
戦
後
の
引

揚
げ
者
お
よ
び
、
北
原
、
大
芝
原

南
原
等
へ
の
開
拓
入
植
者
に
よ
る

世
帯
の
増
加
が
主
な
る
要
因

と

な
っ
て
い
る
。

昭
和
二
五
年
以
後
一
〇
年
間
ほ

ど
は
世
帯
数
の
増
加
率

は
鈍

る

が
、
昭
和
三
五
年
か
ら
は
再
び
急

上
昇
に
転
じ
、
同
五
五
年
ま
で
の

二
〇
年
間
に
コ

ー七
二
世
帯
か
ら

二
四
七
七
世
帯
へ
と
ほ
ぼ
倍
増

し
、
年
平
均
五
八
・
七
世
帯
の
急
増
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
に
述
べ
た
住
宅
団
地
の

造
成
等
に
よ
る
他
町
村
よ
り
の
転
入
、
家
族
形
態
の
核
家
族
化
の
傾
向
等
が
大
き

く
影
響
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
、
信
大
農
学
部
下
宿
生
、
老

人
ホ
ー
ム
入
居
者
等
が
世
帯
数
に
計
上
さ
れ
て
い
る
の
も
大
き
く
関

係
し

て
い

る
。戸

数
に
関
連
し
て
Ｉ
ア
（
世
帯
）
当
た
り
の
人
数
に
つ
い
て
み
る
と
、
明
治
前

半
は
一
戸
当
た
り
五
人
強
で
あ
る
が
、
明
治
後
半
か
ら
大
正
五
年
こ
ろ
ま
で
は
一

戸
当
た
り
一
人
強
増
加
し
て
六
人
強
と
な
り
、
大
正
九
年
以
降
は
世
帯
に
な
る
が

8 四
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）は大泉か 農専

昭24

7.1

世帯数 130　　80　　184　　222　118　　165　　137　10　　28　　42　　19　　11　 （4 ）

人 口 ｱ21　　430　卜098　018　 聊　　970　714　45　　165　　133　　51　　41　　 旧 ）

//33

4.1

世帯数 131　　80　　190　　23ｧ　113　　1ﾌ1　　 出　　　　/43　　80　　30　　18　　　/

人 口 ／　　　　　　　　 ／
//44

10,1

世帯数 136　　80　　　199　　406　138　　202　　174　　　/　49　　67　　30　　15　　/

人 口 611　　337　　925　1,553　606　　903　　803　　/　220　　283　　197　　65　/

//50

10.1

世帯数 164　　90　　204　　506　　154　　243　　249　　/　　103　　93　　31　　15　　103

人 口 6ｧ3　　315　　922　1,969　　620　　1,038　　984　/　　　351　　349　　204　　50　　323

//55

10j

世帯数 193　　92　　229　　5ｧ0　177　　305　　384　/　　　23ｧ　　H5　　m　　14　　142

人 口 721　365　951　2,157　649　 り40　1,110 /　　524　432　23z　　　　526

昭24 ，33 は村勢一覧表。 昭44 以降生活課 調べによる。

図7-4　 部 落 別 世 帯 数 及び 人 口 の 推 移
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人口と職業第１節

一
世
帯
当
た
り
五
人
台
に
も
ど
り
、
昭
和
三
〇
年
代
ま
で
こ
れ
が

続
い
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
昭
和
二
〇
～
二
二
年
は
引
揚
げ
者
等

に
よ
る
世
帯
人
数
の
増
加
が
読
み
と
れ
る
。

昭
和
三
五
年
以
降
は
し
だ
い
に
一
世
帯
当
た
り
の
人
数
が
減
少

し
て
四
人
台
と
な
り
、
さ
ら
に
三
人
台
へ
と
少

な
く
な
っ
て
い

る
。

叫
　
部
落
別
世
帯
数
・
人
口
の
推
移

明
治
時
代
初
期
の
南
箕
輪
村
は
久
保
（
沢
尻
を
含
む
）
・
塩
ノ

井
・
大
泉
・
北
殿
・
南
殿
・
田
畑
・
神
子
柴
の
七
耕
地
で
構
成
さ

れ
て
お
り
、
総
戸
数
は
四
二
〇
戸
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
大
泉
耕

地
が
最
も
戸
数
が
多
く
八
五
～
六
戸
、
次
い
で
田
畑
耕
地
が
八
一

～
二
戸
、
北
殿
耕
地
が
七
〇
戸
前
後
で
あ
っ
た
。

明
治
八
年
よ
り
沢
尻
耕
地
が
久
保
耕
地
か
ら
分
離
独
立
し
、
昭

和
ニ

ー
～
二
年
に
開
拓
入
植
に
よ
っ
て
南
原
・
大
芝
・
北
原
の
三

部
落
が
生
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
南
原
区
・
犬
芝
区
・
北
原
区

と
な

り
、
か
っ
て
一
部
落
と
な
っ
て
い
た
中
ノ
原
が
沢
尻
区
に
併
合
さ

れ
、
さ
ら
に
、
昭
和
五
〇
年
に
は
Ｉ
〇
〇
戸
を
超
す
中
込
団
地
が

中
込
区
と
し
て
独
立
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
部
落
そ
の
も
の
に
分
離
併
合
や
変
化
発
展
が
あ

る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
お
け
る
世
帯
数
々
人
口
の
推
移
に

は
部
落
に
よ
っ
て
特
色
が
あ
る
。
戦
後
に
お
け
る
各
部
落
の
世
帯

数
と
人
口
の
推
移
を
示
す
と
図
７
１
４
の
よ
う
で
あ
る
。

図
に
よ
っ
て
わ
か
る
よ
う
に
、
世
帯
数
が
急
速
に
増
加
し
て
い

る
部
落
は
北
殿
で
、
昭
和
二
四
年
の
二
二
二
世
帯
か
ら
、
同
五
五

年
の
五
七
〇
世
帯
と
二
・
五
倍
強
に
な
っ
て
お
り
、
毎
年
一
一
世

帯
強
増
加
し
た
計
算
に
な
る
。
特
に
四
〇
年
以
後
の
急
増
が
目
立

南箕輪村における人口動態

ら入転出転
出

県
　
外

ｊ

－

県
　
内

総
実
数

丿

県
外
　

″
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新しい南箕輪第 ７章

つ
が
、
そ

れ
は
住
宅
団
地

の
造
成
が
大
き
な
原
因
に
な
っ
て

い
る
。
外
に
世
帯
数

の
増
加

の
著
し

い
部
落
は
沢
尻
・
神
子
柴
・
田

畑
・
大
芝
部
落
で
あ
る
。
沢
尻
・

神
子
柴
は
信
大
農
学
部
の
下

宿
生
か

か
な
り
世
帯
数
の
増
加
に
関
与

し

て

い

る

が
、
一
般
世
帯
数

の
増
加
も
多

い
。
大
芝
部
落
の
世
帯
数
中
に
は
老
人

ホ
ー

ム
入

居
者

が
加

わ
っ
て
い
て
五
五
年
度

の
急
増
に
な

っ
て

い
る
。

世
帯
数

の
増
加

の
比
較
的
少
な

い
部
落
は
大
泉
・
久
保
・
塩
ノ
井

・
南
殿
・
北

原

の
諸
部
落
で

あ
る
。

部
落
別

の
人
口
に

つ
い
て
み
る
と
、
お
お
む
ね
世
帯
数
の
増
加
に
準
じ
て
い
る

と

い
う
こ
と
が
で
き

る
が
、
世
帯
数
の
増
加
の
少
な

い
大
泉
・
久
保
・
塩
ノ
井

・

南
殿

の
各
部
落
は
昭
和
四
○
年
代
に
人
口
の
落
ち
こ
み
が
み
ら
れ
、
五
〇
年
代
に

回
復

す
る
形

を
と

っ
て
い
る
の
に
対
し
、
北
殿
・
神
子
柴
・
沢
尻
・
南
原
の
各
部

落

は
人
口

の
落

ち
込
み

の
時
期
は
な
く
、
ず

っ
と
上
昇
を
続
け
て
お
り
特
に
北
殿

の
増
加

ぶ
り
は
著
し

い
。

二
　

人

口

動

態

明
治
以
降
に

お
け

る
南
箕
輪
村

の
人
口
動
態
に
関
す
る
各
種
の
数
値
を
示
す
と

表
７
－

２
の
よ
う
で
あ
る
。

‥｛
‥
　
自
然
的
増
減

自
然
的
増
減

は
、
出
生
数
と
死
亡
数
と

の
差
で
あ

っ
て
、
出
生
率
と
死
亡
率
が

人

口
の
自
然
的
増
減

を
決
定
す

る
。

１
　

出
　

生
　

率

出
生
率

は
通
常
人
ロ

ー
○
○
○
人
中
で
年
間
何

人

出

生

す

る

か
、
そ

の

比

率

パ
ー
ミ
ル
（
％
）
で
表
わ
さ
れ
る
。
南

箕
輪
村

に
お
け
る
出

生
率
及

び
死
亡
率

の

変
化

の
状
態

は
図
７
－

５

の
と

お
り
で
あ

る
。

明
治
初
期

か
ら
大
正
を
経
て
昭
和
の
初
期
ま
で
三
八
～
四
〇
‰

で
か
な
り
高
い

出
生
率

を
持
続
し

て
い
る
が
、
戦
時
体

制

下

に

入
っ
て
「
人
的
資
源
確
保
」
と

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‐‐

10

‰

五
〇

四

〇

三

〇

二

〇
一
〇

和
　

元

正
　

五

四

〇

三

〇

二

〇

治

一

〇

図7-5　 南箕輪村における出生率・死亡 率の推移

か
、
「
生
め
よ
殖
や

せ
よ
」

と

い
う
よ
う
な
政
策
的
指

導
も

あ
っ
て
か
四
三
～
四

四
‰

と
異
常
に
高

い
出
生

率

を
示
し

た
。

昭
和

二
〇
年
代
前
半

は

ベ
ビ
ー
ブ

ー
ム
の
時
代
で

あ
り
、
出
生
率

は
ま
だ
高

く
て
三
〇
‰

程
度
で

あ
っ

た
。
そ
の
後
人
口

の
圧
力

が
政
治
問
題

と
な
り
、
積

極

的
な
家
族
計
画

運
動

が

推
進
さ
れ
て
出

生
率

は
次

第

に
低
下

し
、
昭
和

二
五

～
三
五
年

こ
ろ
は
二
五
‰

程
度
に

な
り
、
昭
和

三
五

郎2

一
　
　
　
　
　
　

‐‐

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

Ｉ

Ｅ

Ｉ

・

’－

卜刀月
Ｉ

・

一
１

増

Ｌ

一１

的

上

‘―

犬
に１

・

‘
　
　
　
夕
Ｘ
　
　
　

’

Ｄ

Ｕ

㈲

り

日
Ｕ

ｊ士―

牡

☆

年
以
後
は
さ
ら
に
急
速
に
低
下
し
一
二
～
一
五
‰
程
度
に
な
っ
た
。

昭
和
四
五
年
以
後
は
第
二
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
の
時
代
に
な
り
一
七
～
一
九
‰
と

僅
か
に
出
生
率
が
上
昇
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
を
経
過
す
る
に
つ
れ
て
ま
た
一

五
‰
程
度
に
下
が
り
つ
つ
あ
る
。

２
　
死
　
亡
　
率

死
亡
率
も
、
人
ロ

ー
Ｏ
Ｏ
Ｏ
人
中
の
死
亡
者
数
の
比
率
で
表
現
さ
れ
る
が
、
南

箕
輪
村
の
死
亡
率
を
み
る
と
、
明
治
か
ら
大
正
を
経
て
昭
和
二
〇
年
こ
ろ
ま
で
一

五
～
二
〇
‰
と
な
り
高
い
状
態
で
推
移
し
、
そ
の
後
急
速
に
低
下
し
Ｉ
〇
‰
内
外

に
な
り
、
昭
和
三
五
年
以
後
は
か
な
り
変
動
が
多
い
が
毎
年
一
〇
‰
以
下

を
示



第１節　人 口と職業

し
、
平
均
六
・
七
六
‰
と
い
う
低
い
死
亡
率
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
死
亡
率
の
低
下
は
平
均
寿
命
を
大
幅
に
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
医
学
の
進
歩
、
保
健
医
療
行
政
の
進
展
、
保
健
意
識
の
向
上

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

３
　
自
然
的
増
減
率

自
然
的
増
減
率
も
人
ロ

ー
○
○
○
人
に
つ
き
何
人
増
減
し
た
か
と
い
う
千
分
率

で
表
わ
す
の
が
普
通
で
あ
る
。
明
治
初
期
か
ら
昭
和
二
二
年
こ
ろ
ま
で
は
二
〇
～

二
五
‰
と
か
な
り
高
い
増
加
率
を
持
続
し
て
き
た
が
、
昭
和
二
五
圭
二
二
年
は
一

五
‰
内
外
に
同
三
五
年
以
降
は
五
～
八
‰
と
非
常
に
少
な
く
な
っ
た
。
こ
の
時
期

の
子
供
た
ち
が
小
学
校
に
入
学
す
る
こ
ろ
、
小
学
校
生
徒
数
の
減
少
が
問
題
に
な

っ
た
が
、
昭
和
四
三
年
こ
ろ
か
り
第
二
次
ベ
ビ
ー
ブ

ー
ム
に
入
り
、
再
び
Ｉ
〇
‰

代
に
上
昇
し
て
い
る
。

㈹
　
社
会
的
増
減

匹　 ∠こ

こ ら ⊇

転出

-ｊ－ －一 転 入

五

五

五

〇

四

五

四

〇

三

五

三

〇

和

二

五

図7-6　南箕輪村における人口の社会的増減

(実数で示す)

500

4〔 〕0

300

200

0
0人

昭
和
二
五
年
以
後
、
南
箕
輪
村
に
お
け
る
転
入
、
転
出
の
状
態
及
び
社
会
的
増

減

の
実
態

を
示

す
と
図
７
－

６

の
よ
う
で

あ
る
。

１
　

転
　
　
　

出

昭
和
二
八
年
ご
ろ
ま
で
は
転
出
者
が
毎
年
四
〇
〇

人
以

上
に
な
っ
て
お
り
、

高

い
数
字
を
示
し
て

い
た
。
こ
れ
は
主
と
し
て
都
市
の
復
興
に
つ
れ
て
疎
開
先

か
ら

都
市
に
引
き
揚
げ
て

い
く
者
と
、
都
市

で
の
新
た
な
生
活
の
場

を
求
め
就
職

を
す

る
た
め
転
出
す
る
者
と
が
主
体
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
三

七
、

八
年

ご
ろ
ま

で
は
二
五
〇

人
前
後
の
比
較
的
少
な
い
水
準

で
推
移
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
昭

和
四
〇
年
ご
ろ
か
ら
経
済
の
高
度
成
長
期

を
作
り
出

し
た
工
業

の
急
速

な
発
展
に

よ

っ
て
都
市
の
労
働
力
需
要
が
増
大

し
、
そ
れ
に
応
じ
て
転
出
者
（
特
に
若
年
層
）

が
増
加
し
、
同

五
〇

年
に
は
最

高
の
四

八
五
人
に
達
し

て
い
る
。
し

か
し
、
そ

れ

以

後
は
石

油
シ
ョ
ッ
ク
や
工
揚

の
地
方
分
散
等

の
影
響
で
や
や
減
少
気
味
に
な

っ

て
い
る
。

２
　

転
　
　
　

入

昭
和
二
五
年

ご
ろ
か
ら
三
五
年

ご
ろ
ま
で

は
転
入
数
は
漸
減
傾
向
で
、
二
五
〇

人
前

後
か
ら
一

九
〇
人
前
後
に
減
少
し

た
が
、
昭
和
三
七
、
八
年
以

後

急

上

昇

し
、
四
〇
年
に

は
三
五
〇
人
、
四
五
年
に
は
五
四
一
人
、
五
〇
年
に
は
六
一
三
人

と
多

く
な
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
転
入

の
増
加
は
、
本
村
内
産
業
へ
の
就
労
の

た
め
の
転
入
で

は
な

く
、
本
村
に
居
住
地
を
求
め
て
の
転
入
で
あ
っ
て
本
村

人
口

急
増

の
最
大

の
原
因
と
な

っ
て

い
る
。

３
　

社
会
的
増
減

転
入
数
と
転
出
数
と

の
差
が
社
会
的
増
減
で
あ

っ
て
、
南
箕
輪
村

に

お

い

て

は
、
昭
和
二
五
年
に
は
転
出
が
多
く
一
八
三
人
の
社

会
的
減
で
あ
っ
た
も
の
が
、

年
と
共
に
転
出
が
減
少
し
、
同

三
七
年
ご
ろ
に
転
入
数
が
転
出

数
を
超
え
る
よ
う

に

な
り
、
社
会
的
減

か
ら
社
会
的
増
に
転
換
し
た
。

そ

の
後
、
転
出

の
増
加
に
も
か
か

わ
ら
ず
転
入
増
が
こ
れ
を
上
回
っ
て
お
り
、
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第１節　人口と職業

同
四
五
年
以
後
は
毎
年
一
五
〇
～
二
〇
〇
人
の
社
会
的
増
に
な
っ
て
お
り
、
自
然

的
増

を
は
る
か
に
超
え
て

い
る
。

三
　

人

口

構

成

‥［一
　
年
齢
別
人
口
構
成

南
箕
輪
村
に
お
け
る
年
齢
別
人
口
構
成
を
図
示
す
る
と
図
７
１
７
の
よ
う
に
な

る
。
図
の
人
ロ
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は
横
軸
に
男
女
共
各
年
齢
段
階
の
実
数
を
と
っ
て
あ

る
の
で
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
面
積
は
村
の
総
人
口
の
大
小
を
も
表
現
し
て
い
る
。

明
治
一
七
年
の
人
ロ
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は
ツ
リ
ガ
ネ
型
に
近
い
も
の
で
あ
る
が
、
底

辺
鄙
が
や
や
拡
犬
し
て
江
戸
時
代
の
ツ
ボ
型
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
か
ら
、
人
口
構
成
が

若
返
り
を
す
る
過
程
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ま
だ
全
体
と
し
て
細
く
立
っ
た

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
で
、
総
人
口
は
少
な
い
。

昭
和
二
五
年
の
人
口
構
成
は
典
型
的
な
富
士
山
型
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
で
、
出
生
率

が
高
く
人
口
の
自
然
的
増
加
の
多
い
こ
と
を
示
し
、
第

｝
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
に
よ

る
幼
年
人
口
の
増
加
が
き
わ
た
っ
て
い
る
。
男
子
の
二
〇
二

二
〇
代
の
落
ち
込
み

は
戦
争
の
影
響
と
村
外
就
職
の
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

昭
和
四
〇
年
の
人
口
構
成
は
、
同
二
五
年
以
降
の
出
生
率
の
急
速
な
低
下
に
よ

る
幼
年
人
口
の
減
少
に
よ
っ
て
ツ
リ
ガ
ネ
型
に
な
っ
て
い
る
。
自
然
的
増
減
で
は

停
滞
的
傾
向
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

昭
和
五
五
年
の
人
口
構
成
は
、
第
二
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
に
よ
り
幼
年
人
口
の
増

加
か
お
り
、
社
会
的
増
に
よ
る
人
口
全
体
の
急
増
で
面
積
の
広
い
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に

な
っ
て
い
る
が
全
体
と
し
て
ツ
リ
ガ
ネ
型
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
は
、
幼
年
人
口
の

減
少
、
老
齢
人
口
の
増
加
に
よ
っ
て
さ
ら
に
典
型
的
な
ツ
リ
ガ
ネ
型
、
さ
ら
に
は

ツ
ボ
型
に
進
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｈ［
　
年
少
・
生
産
年
齢
・
老
齢
の
人
口
構
成

年
少
人
口
、
生
産
年
齢
人
口
の
構
成
比
を
円
グ
ラ
フ
に
よ
っ
て
示
し
た
も
の
が

図
７
－

８
で
あ
る
。

こ
の
図
は
、
一
四
歳
以
下
を
年
少
人
口
、
一
五
～
五
九
歳
を
生
産
年
齢
人
口
、

六
〇
歳
以
上
を
老
齢
人
口
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
年
少
人
口
は
昭
和
二
五
年
の

三
六
・
九
％
か
ら
、
四
○
年
の
二
五
・
二
％
、
五
五
年
の
二
四
・
三
％
へ
と
減
少

し
、
老
齢
人
口
は
八
∴

三
％
か
ら
一
四
・
七
％
へ
と
増
加
し
、
明
ら
か
に
人
口

の
老
齢
化
が
進
ん
で
い
る
。

さ
ら
に
、
年
少
人
口
と
老
齢
人
口
は
生
産
年
齢
人
口
に
よ
っ
て
扶
養
さ
れ
る
被

扶
養
人
口
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
被
扶
養
人
口
と
生
産
年
齢
人
口
と
の
構

成
比
が
、
人
口
構
成
上
の
重
要
な
点
て
あ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
み
る
と
、
昭

和
四
〇
～
五
五
年
は
生
産
年
齢
人
口
比
が
六
〇
％
を
超
え
て
お
り
、
非
常
に
有
利

な
時
代
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
は
老
齢
人
口
が
さ
ら
に
増

加
し
、
老
齢
化
社
会
に
突
入
す
る
こ
と
は
必
至
の
状
態
で
あ
っ
て
、
村
と
し
て
も

多
く
の
問
題
を
か
か
え
、
そ
れ
に
対
す
る
対
策
を
迫
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

四
　

村
人
の
職
業

】」
　
産
業
別
人
口
構
成

戦
後
に
お
け
る
南
箕
輪
村
民
の
産
業
別
人
口
構
成
を
示
す
と
、
表
７
－

３
お
よ

び
図
７
－

９
の
よ
う
で
あ
る
。

太
平
洋
戦
争
直
後
の
昭
和
二
二
年
の
就
業
者
の
産
業
別
人
口
構
成

で
は
、
八

丁

三
％
が
農
業
を
中
心
と
し
た
第
一
次
産
業
就
業
者
で
、
南
箕
輪
村
は
典
型
的

な
農
業
村
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
残
り
の
一
八
％
強
を
第
二
次
産
業
と
第
三
次
産

業
で
分
け
て
い
た
が
村
け
農
業
及
び
農
民
を
中
心
と
し
て
動
い
て
い
た
。

そ
の
後
、
日
本
経
済
の
発
展
と
共
に
第
一
次
産
業
人
口
が
減
少
し
、
第
二
次
、

第
三
次
産
業
の
就
業
者
が
漸
増
の
傾
向
を
示
し
、
特
に
昭
和
四
○
年
以
後
は
そ
の

変
化
が
急
速
に
な
っ
た
。
昭
和
五
五
年
に
お
い
て
は
、
第
一
次
産
業
就
業
者
は
一

九
・
六
％
に
ま
で
減
少
し
、
第
二
次
産
業
就
業
者
が
最
も
多
く
な
り
全
体

の
四

855



第７章　新しい南箕輪

浙

｀
ふ

跨
淋
泄

萍
排
ｙ

口
飾
泌
（
図
舗
石

畑
６
）

内 内 々 ○ 国 々 出 目 心 ○ 回 二 叫り卜 ○ 川 々 剛 に 川1昂

やら露 訃ぉ 露 訃峨 ヰふ順k 訃ぉ雰 ヰぉ 露 々ぉ941ル岫餓ﾐ

←　N　 卜μ

り　 り　 ψ
C　Q　QI
に　 切　

∽

切　 切　 ○

←　 に　W

￥　 り　 Ｍ
びI　N　

∽

Q　Q　Q
ヽヽ a　ヽ ､1　へ

←　 い　 ∽

嗜　 ￥　 紬∽　 ○　 ∽
←　4　Q

∽　C　 ヽ､1

←　 ←　 Ｗ
－　 ｗ　 ｊ

ふ　 ヽヽ 1　
∽

C乃　O　Q
0　4 ら μ，

←　 ←　 ∽

堵　 哺　 嗜
Q　 哨　

∽

Q　 つ　 哨
∽　W　 ←

←　 ←　 Ｎ

Ｍ　 ￥　 り
∽　 Ｑ　 Ｑ

に　 －､Ｉ　Ｃ
Ｎ　 Ｏ　 Ｎ

卜4　 ←　W－　4　9

∽　 ヽヽ 1　←

ヽヽ 1　
∽　 ○

4　 ぴ1　こ

←　 ←　 Ｎ）

４　
ｖ　 ４

に　 －､I　り
に　N　4
←　 ←　 い 靉

卜　 ４　
∽

４　 ＱＩ　 こ
い　4　 り

ﾄｰi
9

QI　
へ　 ○

4　Q　4∽　 ∞ （乃

トー→- １
４　　　　 ４
０　 Ｑ （こ乃

○　- ヽヽ 1　･ヽヽ 1
び1　0　QI

←　　　 に

４　　　　 ４
に　C　 に
切　

∽　 ４
Ｎ　 口　 ←

←　　　Ｎ

に　Ｃ　Ｎ
ぷ　ご　切に　Ｃ`） ∽

←　 卜ら ⊃ｗ　 ｉ　 ｗ

←　 ←　 に

に　 ○　 い
Ｏ　 Ｃ　 Ｑ

←　 ←　 い－　 ｗ　 ｗ

←　 Ｎ） Ｗ
Ｃ　 Ｏ　 の
み　 ○　 へ

←　 ←　 に－　 ｗ　 ｗ

Ｏ　 Ｗ　 Ｗ

Q　
Ｏ　 心

∽　 ○ （．Ｑ

§l

淋

１

渥

賜

淋

４　 ４　
∽

∽　 に　 Ｑ

Ｑ- ヽ､Ｉ　Ｑ

←

4

Q1　4　0
4　 ∽　l､ ⊃
IQ　O　 に

←　　　←

O　Q　Q
O　QI　ぴ1卜a　N　∽

←　　　 Ｎ）

４　　　　 ４
に　C　N

4　C 乃　○
∽　 ←　 卜μ･

←　　　に

に　こ　に
Ul　a　 ←←　Q` 1（ｺl

卜４　ﾄｰ-1　 に
～　 ４　 ９

卜　 Ｏ　 Ｎ
←　 Ｃ　 Ｏ
∽　 ＱＩ　∽

←　 ←　 Ｎ ）
４　 ｊ　

ｗ

←　 ←　 Ｗ

Ｃ　
∽　 ヽ､ｌ

ﾄｰよ　←　 に

←　 卜４　に

４　 ４　 ４
０　 むヽ⊃　W

Q　 ヽヽ 1　ヽ ヽ1
∽　 ∞　 ←

渉淋

に　IX ⊃
4　 へ　 ∽ ﾄｰ1　

い
4　 ヽ､1　ﾄｰa

卜a　tQ
4　Q　O

Ｎ　 ∽
Ｑ･ ヽ､１　い ∽　∽∽　○　∽

卜4　Nり　 ∽　 ○
トヴ､ｺ

Ｎ　 Ｃ　 ←
い　 い

Ｏ　 Ｎ　 ｔＱ 詰

○　∽　∽ に　ﾄｰ1　W Ｏ　Ｎ　い ∽　卜1　4 ∽　卜ら μ ○　←　卜4 ←　○　卜4 ○　○　○

計

淋
卜よ　Ｎ
ｊ　 ｗ

∽　ﾄｰ-1　0

1＼⊃　C　N ）
4　Q　Q

ﾄｰよ
４

ぴにC 〉4
い　 び1　

∞

Q　 つ　Q

卜i
4

4　 べl　tQ∽　 哨　 び1

μ　 ○　 へ

ﾄｰa　
∽　QI

∽　QI　W

Q　 み　- ヽ1

←　
∽　 ぴI

C　a　Q( 乃　-ヽ ､l　∽

に　 に

QI　
∽　C

∽　C　 ヽヽ 4

に　W
Q　 ぴ1　 に
4 ‘ヽヽ 1　←

Ｎ） に

Q　I ＼⊃　
∽

N　N　 μ

§;

淋

い

外

縁

淋

O　Q　Q 卜a　∽　4 Ｏ　Ｎ　Ｎ ○　トー1　卜4 ○　←　← ○　∽　∽ ○　←　← ○　←　卜よ
斟
淋

∽　4

Q　 ぴ1　ﾄｰ4
←　 い　 ∽

N　 に

に　 Ｑい ヽ1
←　 み　QI

卜4　
←

←　CX ）C
哨　 ○　 ←

←　 ←
○　O

W　QI　 ∽

←　 ←
←　ﾄｰ4

に　 卜　W
Ｑ　 Ｇ

Ｈ　 Ｑ　 べ1

∽　 ∽

トー1　Q　 べ1
4　 卜

卜i　- ヽ､1　∞ 添

←
４

哨　
∽　Q

Q　4　0
∽　 ←　4

←

４

ＱＩ　Ｑ　 Ｎ
ﾄｰ4　C　O

卜μ　 ∽　 ヽヽ 1

←

４

４　 ＱＩ　 つ
り　 ∞　 Ｑ∽　 ∽　 ←

卜よ　Ｎ　 ４
∽　 ４　 Ｎ）
○　 ∽　 ∽

←　 に　 μ

C　 ぴ1　卜
μ　CJI　Q

←　N

QI　 ヽヽ ﾐI　N
哨　 ○　 べ1

←　l ＼⊃

Q　- ヽヽ 1　い
い　 ○　 ∽

卜ら ⊃

Q　 ヽヽ I　W
←　 み　 ぴ1 回

←　 ←

４　 ４Ｑ　 Ｏ　 Ｑ

ぴ1　0　 び1
Q　O　 ぶ

←
４

４　 ∽　 Ｗ
∽　 μ　 Ｎ
Ｏ　 Ｑ　 Ｑ

∽ （こ乃　Q

に　 つ　
∽

Q　Q　 ∽

tx⊃　∽　QI

に　Q　
∞

ぴ1　 ←　 ㎝

い　
∽　QI

←　4　QI

O　O　O

←　
∽　 ４

４　 い　Q
μ　 い　Q

←　 に　W
←　 ヽヽ 1　口
くｺ`｝ ∽　 μ

ﾄｰi　l＼⊃
Q　C （乃
Q　C　QI

§l

淋

川

鐘

疎

淋

Ｎ　 ∽　 ＱＩ
∽　 ←　 ４

，

←　 Ｑ　 べl

ﾄｰ4　
い　4

-ヽヽI　Q　 μ
に　 ∽　 ○

←　N

Q　 ヽヽ 1　ヽ ヽ1
口　N　 ←

。　ｓ　に
Ｑ　∽　Ｃ

←

り　- ヽヽ ﾐI　Q
O　 Ｑ　 Ｑ

∽　 μ　 －､Ｉ
Ｑ１　４　 Ｃ

Ｗ　 Ｗ ‘ヽ､１
ＱＩ　Ｑ　 ４

←　 Ｎ）

ヽ､１　４　 卜

四
里

ノ誰

淋

∽　 ∽ （y）
○　 ←　 ← 卜　N ）W

Q｀1　卜よ　Q

←　 トー4　い

∽　 μ･　 －､l

←　 ←

卜4　QI　Q

←　 ←

卜　 切　Q ○　∽　∽
←　 ←

QI　O　QI O　QI　QI 盤

ﾄｰ4　1 ］ヽ
←　 ∽　 ○

り　Q　Q

←　 卜4
←　QI　 ㎝

QI　 ∽　 ∽

←　 ←

ﾄｰ4　 い　 ４
Ｑ （迫　 へ

-ヽ ､l　
∽

C　Q　QI

∽　 ∽

C　O　C
←　 α）C
N　 ←　 ∽

←

ﾄｰよ　C　O
∽　 ○　 ∽

4　QI
∽　 ヽヽ 1　切 謔

←　４　ＱＩ ○　ヽ ､|　ヽ､1 Ｏ　Ｑﾊﾞyl ﾄｰ4卜 よ　Q　O

回
診

∽　 Ｗ　 Ｇ

へ　 卜　 Ｃ
仙　Q　O

lり　W　QI
ぴ1　

←　Q

卜1　 ∽　Q

ﾄｰ4　N　
へ

CX:）N　O
4い- “　QI

トーよ　←　N
∽　4　 ∽

べ1　4　 卜

←　 い

C　
←　 ←

Q　C　QI

←　t ＼D

ヽ､1　4　 ←
μ　N　Q

←

４　 Ｃ　 い
み　 卜μ．　∞ に　ぴ1　り∽　い　Q

伴

ｔ

｢叉
い

←　 ←
∽　 ←　 み

に　 へ　- ヽ1

←

Ｎ） ∽　 ○
-ヽ ､Ｉ　Ｎ） Ｑ

卜4　Q　
∽

ヽ､l　口　Q

←　 μ心l

l＼ｺ　∽　 び1
卜4　 じI　Q
∽　 ○　 ∽

い　 Ｑい ヽヽ 1
0　 ←　 ← 卜　

へ　 ぴ1
4　Q ﾊﾞ £）

い　 ヽ､I　C
( 刀　O　Q

吟
薗

い　t､⊃　4 ←　○　← ∽　卜a　4 ←　←　Ｎ）
淋
０
弊

8託



人 口 と 職 業第１ 節

図7-9　 南箕輪における産業別就業人口 構成比の推移

四
・
二
％
を
占
め
る
に
至
っ
た
。
第
三
次
産
業
就
業
者
も
第
二
次
産
業
の
発
展
に

伴
っ
て
増
加
し
、
三
六
・
二
％
に
な
っ
て
い
る
。

第
一
次
産
業
の
う
ち
で
は
農
業
が
九
七
・
七
％
で
圧
倒
的
で
あ
り
、
第
二
次
産

業
で
は
圧
倒
的
に
製
造
業
が
多
く
、
昭
和
五
五
年
に
お

い
て
七
九
・
三
％
を
占

め
、
残
り
の
二
〇
・
四
％
が
建
設
業
に
な
っ
て
い
る
。
第
三
次
産
業
で
は
サ
ー
ビ

ス
業
が
最
も
多
く
、
五
五
年
度
で
四
一
・
七
％
、
次
い
で
卸
・
小
売
業
が
三
三
・

〇
％
と
多
く
、
運
輸
・
通
信
関
係
・
公
務
が
こ
れ
に
続
い
て
い
る
。

就
業
者
の
男
女
の
割
合
に
つ
い
て
み
る
と
、
第
二
次
産
業
で
は
製
造
業
に
女
性

の
進
出
が
め
ざ
ま
し
く
、
昭
和
三
〇
年
こ
ろ
は
女
性
の
就
業
者
は
全
体
の
二
五
％

程
度
で
あ
っ
た
が
、
急
速
に
増
加
し
て
現
在
は
四
〇
～
四
五
％
に
達
し
て
い
る
。

第
三
次
産
業
に
は
女
性
の
進
出
は
早
く
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
近
年
は
さ
ら

に
多
く
な
り
と
く
に
サ
ー
ビ
ス
業
、
卸
・
小
売
業
関
係
へ
の
就
労
が
多
く
四
〇
～

2000

1800

1600

j400

7％／
／41

／
1000

／

／

今

／

800

12.4％

33.0 ％

男　 ．一” ´‾’
人

25　30　35　40　45　50　55
第三次産業の類別就労者数

昭
2
2年

度

22 25　30　35　40　45　50　55
第二次産業の類別就労者数

図7-10　 第二次・第三次産業類別 就労者数の増加
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第 ７章　新しい南箕輪

五
〇
％

に
達
し
て

い
る
。

ヾ
　
　≒
　

就
業
上

の
地
位
別

人
口

就
業
者
の
就
業
上

の
地
位
に

つ
い
て
の
人

口
構
成

を
示

す
と
、
表
７
－

４

の
よ

う
に
な
る
。

表7-4　 就業 者の就業上の地 位別人口（ 国調による）

＼

＼

＼
＼
＼

総数

被雇用者 自営業者 家 族従業者 役　　 員

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

昭和

30

J｛ 1,670
1,322
2,992

497
202
699

29.8

15.3
23.4

817
96

913

48.9
7.3

30.5

356
1,024
1,380

21.3
77.4
46.1

μ

35
男奇

1,704
1,660
3,364

646
374

1,020

37.9
22.5
30.3

797
343

1，140

46.8
20.7
33.9

261
943

1,204

15.3
56.8
35.8

μ

40

算

計

1,809
1,666
3,475

843
490

1,333

46.6
29.4
38.4

743

230
973

41.1
13.8
28.0

223
946

1,169

12.3
56.8
33.6

μ

45

男
女
計

2,049
1,818
3,867

1,156

617
1,773

56.4
33.9
45.8

702
413

1,115

34.3
22.7
28.8

130

781911

6.3
43.0
23.6

61
7

68

3.0
0.4
1.8

//

50

男
女
計

2,297
1,567
3,864

1,493
799

2,292

65.0
50.1
59.3

638
254
892

27.8
16.2
23.1

79
499
578

3.4
31.8
15.0

8715
102

3.8
0.9
2.6

μ

55

男
女
計

2,655
1,925
4,576

1,786
1,104
2,890

67.3
57.4
63.1

665
256
921

25.0
13.3
20.1

89

547
636

3.4
28､4
13.9

115
16

131

4.3
0.8
2.9

昭
和
三
〇
年
で
は
、
就
業
者
の
う
ち
自
営
業
者
が
三
〇
・
五
％
、
そ
の
家
族
従

業
者
が
四
六
・
一
％
尹
合
わ
せ
て
七
六
・
六
％
と
な
犬
　

被
雇
用
者
は
僅
か
二

ご∵

四
％
と
少
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
同
五
五
年
に
な
る
と
、
自
営
業
者
及
び
そ
の
家
族
従
業
者
は
合
わ
せ

て
二
四
・
〇
％
に
減
少
し
、
逆
に
被
雇
用
者
が
六
三
・
一
％
と
な
り
、
独
立
小
企

業
の
相
対
的
減
少
と
、
当
地
に
お
い
て
も
従
業
者
を
雇
用
す
る
企
業
の
規
模
と
数

が
増
大
し
た
結
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

叫
　
農
業
従
事
者
に
つ
い
て

農
業
村
と
し
て
発
展
し
て
き
た
南
箕
輪
も
、
昭
和
五
五
年
で
は
農
業
就
業
人
口

は
全
就
業
人
口
の
二
〇
％
を
割
り
、
就
業
者
数
か
ら
み
る
限
り
農
業
村
で
は
な
く

な
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
国
勢
調
査
に
基
づ
く
数
値
で
あ
っ
て
、
調

査
基
準
の
異
な
る
農
林
業
セ
ン
サ
ス
に
よ
る
数
字
は
表
７
－

５
の
よ
う
に
な
る
。

表
７－
５
　
農
家
人
口
と
農
業
に
従
事
し
た
人
口

//

五

五

//

一 一

四

一一
一
四

一一一

//

五

○

μ

昭

和
四

五
年

》
四

四

i。
ひ
一一

四

七
一
六

農
家

人
口

一

一
一
六
八

一

一一
一
八

四

一

五

九
四

ｼﾙ
ｸy

彙

に聳

し
でと

口

一

五

六
一一

一

六
四
九

－

四

五
五

服

事農
好

事他

一一

∧

－一
一○

一一一

Ｏ

一
一
九

一一一

○

四

九

合

計

こ
れ
て
み
る
と
、
農
業
の
み
に
従
事
し
た
人
口
は
、
昭
和
五
五
年
で
な
お
コ

ー

六
八
人
お
り
、
国
勢
調
査
に
よ
る
同
じ
年
度

の
第
一
次
産
業
就
業
者
（
ほ
と
ん
ど

農
業
従
事
者
）
八
九
七
人
よ
り
三
七
一
人
も
多
い
。
こ
れ
は
、
農
業
就
業
人
口

の

定
義
に
両
調
査
で
差
か
お
る
た
め
と
思
わ
れ
る
が
、
農
林
業
セ
ン
サ
ス
に
よ
る
農

業
従
事
者
数
も
見
逃
せ
な
い
数
字
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
他
の
仕
事
と
農
業
の
両
方

に
従
事
し
た
人
口
が
一
五
六
二
人
あ
る
。
こ
れ
を
加
え

る
と
二
八
三
〇
人
と
な

り
、
農
業
に
従
事
す
る
人
口
の
比
率
は
全
就
業
人
口
四
五
七
六
人
の
約
六
二
％
と

邱8



第 ２節　戦後の村政

な
り
、
ま
だ
か
な
旦
局
い
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
兼
業
的
従
事
者
が
、
農
業
を
主
と
し
他
を
従
と
す
る
か
、
あ
る
い
は

そ
の
逆
で
あ
る
か
、
さ
ら
に
、
農
業
経
営
主
で
あ
る
か
、
家
族
従
業
者
で

あ
る

か
、
よ
り
具
体
的
な
分
析
を
必
要
と
す
る
が
、
職
業
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
と

き
過
渡
的
性
格
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
兼
業
的
就
業
構
造
の

解
消
さ
れ
る
社
会
の
発
展
が
期
待
さ
れ
る
。

農
業
従
事
者
人
口
に
つ
い
て
は
、
近
年
そ
の
老
齢
化
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。

第

二

節
　

戦

後

の

村

政

一
　

戦
争

後

遺

症

の
克

服

と
村

政

Ｈ
　

飢

餓
か
ら
の
脱
出
の
た
め
の
村
政

昭
和
二
〇
年
の
敗
戦
の
年
は
食
糧
事
情
は
全
く
ど
ん
底
で
あ
っ
た
。
戦
争
中

か

ら
の
肥
料
の
不

足
・
労
力
不

足
・
地
力
荒
廃

は
到
底
増

産
を
の
ぞ
め
る
状
態

で
は

な
か

っ
た
。

そ
こ
へ
、
復
員
や
疎
開
な
ど
で
長
野
県
下

に
は
約
一
〇

万
人
の
人
口
増
か

お
り
、

食
糧
不
足

は
い
よ
い
よ
深
刻
化
し

た
。
さ
ら
に
、
こ

の
年
は
春
以

来
の
低
温
多
雨

に
加
え

て
、
収
穫
目
前

の
九
月
二
八
日

に

暴
風
（
果
物
の
落
下
二
〇
万
貫
、
ソ
バ

ー

稲
に
大
被
害
）
に
み
ま

わ
れ
、
一
〇
月
五
日
と
九
日
～
一
一
日
に
大

豪

雨

が

あ
っ

て
、
県
内
田
畑

の
流
失

七
〇
〇
ｈ
・
死
者
行
方
不

明
四
四
人
と

い
う
災
害
が
あ
り
、

大
凶

作
で
、
二
七
万
ｔ

も
の
減
収
で
あ
っ
た
。
南
箕
輪
村
に

お
い
て
も
こ

の
年

の

米
の
収
穫
高
は
七
六
〇

八
石

と
平
年
作

の
六
割
強
に

す
ぎ
な

か
っ
た
。

昭
和

二
一
年
に

な
っ
て
食
糧

の
窮
乏

は
い
よ

い
よ
深
刻
に
な
り
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
覚

書
に

よ
っ
て
一
月
に

輸
入
食
糧

の
放
出
で
何
と

か
飢
餓
を
し
の
ぎ
、
二
月
に
は
食

糧
緊
急
措
置
令
が
公
布
さ

れ
、
主
食
の
供
出
拒
否

に

対
し
て
強
権
発
動
（
三
年
以

下

の
懲
役
ま
た
は
一
万
円
以
下
の
罰
金
）
を
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ

が

同

年

三

月
ま
で

の
供
出
量
で
は
、
四
月

い
っ
ぱ
い
し
か
配

給
で
き
な
い
と
い
う
破
局
的

状

況
に

あ
っ
た
。

一
方
、
配

給
量
の
不

足
や
遅
欠
配

か
ら
、
闇
米
価

が
高
騰
し

一
升
三
〇
～
五
〇

円
（
配
給
米
価
は
二
円
五
〇
銭
）
と
未
曽
有
の
高
値
と
な
っ
た
。
供
出
完
遂
の

た

め

農
家
に
裸
供
出
（
配
給
米
受
給
農
家
と
な
る
）
を
強
行

す
る
と

い
う
非
常
手
段

で

市

町

村
を
督
励
し
、

一
方
で
闇
米

の
取
締

り
を
強
化
し

た
。
農
業
村
で
あ

っ
た
我
が

村
の
行
政
も
、
国

家
危
急
存
亡
の
時

と
考
え
こ

の
方
針
に
協
力

を
し

た
。

砧 夕



新しい 南箕輪第7 章

こ
の
強
権
発
動

は
、
県
で
四
二

八
名

の
収
用
官

を
動
員
し

た
が
、
ほ
と
ん

ど
効

を
奏

し
な
い
こ
と
が
わ
か
り
、
強
権
供
出
制
度
に
一
応

の
終
止
符
を
打
ち
、
民
主

的
な
「
食
糧

対
策
委
員
会
」
に

お
い
て
行

な
わ
せ

る
こ
と
に
転
換
し

た
。
こ
う
し

て
、
国

は
七
月

か
ら
の
食
糧
配
給
量

を
一
人
一
日
二
合
一
勺

の
一
割
減

の
一
合
八

勺

に
引

き
下

げ
、
不
足
量

は
す
べ
て
輸
入
食
糧
に
依
存
す

る
こ
と
に
し

た
。
村
民

の
中
に

は
山
野
に
野
草

を
摘
ん
で

よ
う
や

く
露
命

を
つ
な
ぐ
者
も
多

か
っ
た
。

昭
和

二
二
年

か
ら
は
食
糧
調
整
委
員
会
が
各
町
村
に
発
足
し
、
食
糧

の
生
産
、

供
出

の
割
当

て
等

の
業
務

を
そ
の
委
員
会
に

よ
っ
て
民
主
的
に
行

な
い
、
以
後
数

年
間
食
糧

の
増

産
、
供
出
割

り
当

て
の
完
遂
に
向

か
っ
て
、
食
糧
危
機
突
破

の
た

め
の
重
要

な
役
割

を
担
当

す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

昭
和

二
一
年

は
幸

い
に
し

て
平
年
作

を
上
回

宍

ま

た
、
二
三
年
も
豊
作
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
食
糧
事
情

は
好

転
し
、
二
四
米
穀
年
度

か
ら

は
配
給
量
が
一
人
一

日
二
合

五
勺
、

さ
ら
に

二
合

七
勺
に
増
配

さ
れ
、
食
糧
事
情

は
次

の
よ
う
に
逐
次

緩
和
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ひ
昭
和

二
四
年

一
〇
月

一
日
　
サ

ツ
マ
芋
自
由
販
売
と
な

る
。

Ｏ
　が
　
　二
五
年

一
月

二
（

日
　
米

の
闇
値

が
公
定
値
段

を
下
回

る
よ
う
に
な

る
。

○
μ
　
　二
五
年
四
月

一
日［
　
魚
が
自
由
販

売
と
な
る
。

Ｏ

が
　
　二
五
年
八
月

一
日
　
肥
料

が
自
由
販

売
と
な
る
。

Ｏ

が
　
　二
七
年
度

産
米
　

長
野
県

の
反
収
三

七
三
社

と
な
り
全

国

第
一
位

と

な

る
。

こ
う
し
て
食
糧
不

安
は
解
消
さ
れ
、
飢
餓

か
ら
の
脱
出

に
成

功
し
た
。

≒
　

衣
・
住
・
職
業
等
の
回
復
の
た
め
に

１
　

衣
・
住
の
回
復

衣
生
活
の
維
持
の
た
め
真
綿
は
戦
時
中

か
ら
貴

重
品

と
し
て
扱

わ
れ
、
戦

後
は

農
業
有
畜
化
の
掛
け
声
と
共
に
緬
羊

や
ア
ン
ゴ
ラ
兎
等

の
導
入

が
盛
ん
と
な
り
、

羊
毛
の
小
加
工
場

も
各
所
に
生
ま
れ
、

一
時

ホ
ー
ム
ス
パ
ン
（
太
い
手
つ
む
ぎ
の
糸

で
織

っ
た
織
物
）
が

も

て

は

や

さ

れ

た

。

し

か

し
、

衣

料

も
工

業

生

産

力

の

回

復

と

共

に

生

産

量

が

増

し

、

次

の
よ

う

に

衣

生
活

が
回

復

し

た

。

つ
昭

和

二

四

年

一

一
月

一

四

日
　

ゴ

ム
製

品

統

制

撤

廃

。

Ｏ

だ
　
　
二
五

年

四

月

一
日
　

綿

製

品

が

自

由

販

売

と

な

る

。

Ｏ

が
　
　二

五

年

九
月

一
九

日
　

衣

料

切

符

廃

止

と

な

る

。

こ

う
し

て
、

行

政

は
衣

料

切

符

の
割

り

当

て

交

付

と

い
う

面

倒

な

事

務

か

ら
解

放

さ

れ

た

。

住

居

に

つ

い

て

は
、

当

地

域

は
空

襲

も

な

く

、

住

宅

事

情

は

比

較

的

よ

か

っ
た

が
、

住

宅

に

困

っ

た

の

は
引

楊

者

、

末
引

楊

者

家

族

、

疎

開

者

等

で

あ

っ
た

。

住

宅

は
建

築

費

と
土

地

と

が
必

要

で

あ

っ
て

、

食

糧

や

衣

料

の
よ

う

に

早

速

に

ゆ

か

ず
、

長

い
期

間

を
必

要

と

し

た

。

昭

和

二
四

年

建

築

資

材

の
統

制

が

解

け

、

住

宅

建

築

が

始

ま

輿

住

宅

組
合

融

資

住

宅

と

か
、

公

営

貸

し

住

宅

な

ど

の
建

築

が

行

わ
れ

る

よ

う

に

な

っ
た

。

村

で

は
同

二
五

年

七
月

次

の

よ

う
な

「
厚

生

住

宅

建

設

要

領

」

を

定

め

た

。

そ

れ

に

よ

る

と
、

一
戸

七
坪

五

合

の
住

宅

を
久

保

・

塩

ノ

井

・

北

殿

・

田

畑

の
各

部

落

に
建

て

て
、

低

廉

な
家

賃

で

貸

せ

る

と

い
う

も

の
で

、

建

設

に

当

た

っ
て

は

村

有

林

の

木

材

を
素

材

で

四

〇

石

支

出

し

、

国

庫

の
補

助

金

四

万

円

で

建

築

す

る

計

画

で

あ

っ

た

。
昭
和

二
十

五
年
度
　

厚

生
住
宅
建
設
要
領

一
、
南
箕
輪
村

が
主
体

と
な
り
住
宅
に
困
窮
す

る
引
揚
者
、
未
引
揚
者
家
族
、
又
は
母

子
家
族
に
対
し
低

廉
な
屋
賃

を
も
っ
て
貸
与
す

る
。

二
、
建

設
住
宅
戸
数
　
　

四
戸

（
認
可

の
内
示

あ
り
）

木
造
平

家
建
一
戸

七
坪

五
合

（
別
添
紙
面
）

の
も
の

（
本
年
度
分

と
し
て
久
保
・

塩
ノ
井

・
北
殿
・
田
畑
各
部
落

一
戸
宛
）

ミ

建
設
費
、
建
設
に
要

す
る
木
材

二
戸
に

つ
き
約
二
〇
石
（
製
材
素
材
に
て
四
〇
石
）

を
村
よ
り
支
出
し
こ
れ
に
国

庫
補
助

金
一
戸
に

つ
き
四
万
円
を
充
当
し
建
設
す
る
も

8 印
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八
洲

べ 心 ぶ

外

国

人

で

な

く
て

も

「

兎

小

屋

」

と

評

さ

れ

る
よ

う

な

も

の

で

あ

っ
た

が
、

昭

和

二

五

年

七
月

二

七
日

の
議

会

で

こ

の
補
助

金

計

二
（

万
円

を
村

費

で

立

て
替

へ

払

い
を

す

る

こ

と

が

議

決

さ

れ

た

。

２
　

村

営

製

紙

工

場

の

設

置

計

画

戦

争

直

後

は

食
糧

衣
料

の

み

で

な

く
、

物

資

の
不

足

は
ひ

ど

い
も

の
で

あ

り
、

紙

も
不

足

の
ひ

ど

い
も

の

の

一

つ
で

あ

っ
た

。

昭

和

二

二
年

、

村

が
半

沢

に

設

置

し

よ

う
と

し

た
村

営

製

紙

工

揚

は
、

そ

ん
な

紙

不

足

か

ら
、

山
林

資

源

を
使

っ

て
多

少

な

り

そ

れ

を
緩

和

し

、

同

時

に

新

し

い

産

業

を

求

め

た

も

の

で

あ

ろ

う

か

。

議
案
第
四
○
号
　

村
営
製
紙
工
場
設
置

の
件

昭
和
二
十
二
年
度
に
放

い
て
村
営
製
紙
工
場
を
南
箕
輪
村
字
半
沢
五
三
四
〇
番
地
に
設

置

す
る
の
件
を
提
案
す

正　　　　面

図7-11　厚生住宅設針図

昭
和
二
十
二
年
九
月
八
日
提
出
　
同
月
八
日
議
決

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
長
　
清
水
国
人

（
役
場
文
書
）

こ
の
製
紙
工
場

の
詳
し

い
こ
と

は
わ
か
っ
て
い
な

い
が
、
別
に
製
革
工
場

も
計
画

さ
れ
た
資
料

が
残

っ
て
い
る
。

３
　

授
産
所
の
設
置

昭
和

二
三
～
四
年
ご

ろ
授
産
所
が
殷
殷
さ
れ
て
お
り
、
同

二
五
年
三
月
二

八
日
提
出
同
日
付
け
で
、
南
箕
輪
村
授
産
所
決
算

の
監
査
が
す
み
村

会
の
認

定
が
な

さ
れ
て

い
る
。

こ

の
授
産
事
業
は
営
利

を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
戦

災
者
、
海
外

引

揚
者
、
未

亡
人
等
を
対
象

と
し
、

そ
の
経
済
更

生
の
道

を
立
て
さ
せ

る
た

め
の
も
の
で
あ
る
。
こ

の
事
業

を
遂
行

す
る
た
め
金

一
〇
万
円

の
運
営
資
金

を
借

り
る
こ
と
が
こ
こ
で
決
定

さ
れ
て
い
る
。

二
　

農

村

お

よ

び

村

政

の

民

主

化

Ｈ

農

地

改

革

数
世
紀
に
わ
た
る
封
建
的
圧
制
の
も
と
、
日

本
農
民
を
奴
隷
化
し
て

き
た
経
済
的
桂

枯
を
打
破
す
る
た
め
、
日

本
帝
国

は
そ
の
耕
作
農
民
に
対
し
、

そ
の
労
働

の
成
果
を
享

受
さ
せ
る
た
め
、
現

状
よ
り
以
上

の
機

会
を
保
証
す

べ
き
こ
と
を
指
令
す

る
。

こ

の

占

領

軍
司

令

部

の
指

令

に

よ

っ

て
難

航

し

て

い

た
農

地

改

革

の
修

正

原

案

貨

林
省
原
案

を
閣
議

で
修
正
）

が
議

会

を

通

過

し

、
「

農

地

調

整

法

改

正

案

」

と

し

て

昭

和

二
〇

年

コ

ー月

公

布

さ

れ

た

。

こ

れ
が

第

一
次

農

地

改

革

の
始

ま

り

で

あ

る

。

と

こ

ろ

が
、

こ

の
第

一
次

農

地

改

革

は
不

備

、
不

徹

底

で

あ

る

と

し

て
、

連

合

軍

や

、

野

党

・
農

民

組

合

な

ど

の
民

主

的

勢

力

か

ら

強

く

批
判

さ

れ
、

Ｇ

Ｈ

Ｑ

勧

告

と

い
う

形

で

第

二

次

農

地

改

革

案

が

提

示

さ

れ
、

そ

れ

は

「
農

地

調
整

法

改

正

聡j
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案

」

及

び
「

自

作

農

創

設

特

別

措

置

法

」

と

い
う
形

で

無

修

正

で

成

立

し

、

昭

和

二

一
年

一
〇

月

公

布

さ

れ

た

。
こ

の
法

律

に

基

づ

い
て

第

二

次

農

地

改

革

が

二

二

年

か

ら
二

四

年

に

か
け

て

実

施

さ

れ

た

。
（
農
地
改
革
の
詳
細
に
っ
い
て
は
第
三

節

農

地
改
革
参
照
）

こ

の
農

地

改

革

は
占

頷

下

、

Ｇ

Ｈ

Ｑ

の
勧

告

と

い
う

形

で

も

な

け

れ

ば

到

底

実

現

し

得

な

い
よ

う

な

大

改

革

で

あ

り
、

農

村

に

お

け

る

地

主

の
支

配

体

制

は

ほ

と

ん

ど
崩

解

し

、

村

の
経

済

的

民

主

化

が

達

成

さ

れ

、

ま

た

、

村

政

民

主

化

の
基

盤

は
整

備

さ

れ

た
と

い
う

こ

と

が

で

き

る

。

§
　

村

政

の

民

主

化

１
　

南

箕

輪

村

協

議

会

昭

和

二

〇

年

八

月

一
五

日

、

太

平

洋

戦

争

の
無

条

件

降

伏

の
日

で

あ

る

。

莫

大

な

人

命

と

財

産

を

失

っ

た
果

て

の
敗

北

で

あ

っ
た

の
で

あ

る

が

、

必

勝

を

信

じ

さ

せ

ら

れ

て

い

た
国

民

の
衝

撃

と

虚

脱

感

は
深

刻

な

も

の
で

あ

っ
た

。

軍

国

主

義

か

ら

一
転

し

て

民

主

主

義

へ
と

い

わ
れ

て

も

、

何

を

ど

の
よ

う

に

し

て

よ

い

か

わ

か

ら
な

い

。

そ

う
し

た
混

迷

の
中

か
ら

、

新

し

い
方

向

を

探

す

に

は
、

従

来

な

ら

ば

三

三

の
指

導

者

有

力

者

の
意

見

に

よ

っ
て

い

た
が

、

こ

こ

に

民

主

的

な

「
協

議

会
」

が

も

た

れ

た

。

そ

の

た

め

次

の

よ

う

な
書

状

が
村

内

六

一
人

の
有

志

に

配

ら

れ
、

第

一
回

協

議

会

が

開

か

れ

た

。

前

略
　

急
激
な
る
時
代

の
変
革

は
村
内

各
方
面
に
大

々
的
変
革

を
要
望
せ
ら
れ
今
や

必
然

的
に
此
の
問

題
を
取

り
上
げ
ざ
る
を
得
ざ
る
時
期
に
到
達
致
し
候

茲
に
於
い
て
村
当
局
先

唱
の
下

に
村
内

各
種
団
体
代

表
者
、
有
力
者

の
各
位
を

わ
ず
ら

わ
し
真
に
挙
村

一
体
の
村
是
を
樹

立
し
是

等
の
処
理
に
誤

り
な
か
ら
し

め
度
く
候

。

つ
い
て
は
、
御
多
忙
中
ま
こ
と
に
御

迷
惑

の
事
な
が
ら
別
紙
規
約
御
熟
読

の
上
御
賛
同

賜
わ
り
第
一
回

会
合
を
村
役
場
の
改
革

問
題
に
お
き
、
五
月
十
九
日
午

後
二
時

よ
り
役

場
二
階
に
て
研
究
致
し
た
く
何
卒
御
足
労
煩
わ
し
度
く
候
。
先

ず
は
御
依
頼
旁

々
御
願

い
迄
時
間

は
時

節
柄
厳
守
致
し
度
く
候

（
役
湯
文
書
）

第

一
回

協

議

会

は
役

場

の
改

革

問

題

を

討

議

す

る
と

い
う

の
で

あ

る

。

こ

こ

に

も

あ

る

よ

う
に

、

村

当

局

が
主

唱

し

て
協

議

会

の
規

約

を

作

っ
て

実

施

し

よ

う

と

し

て

い
る

。
南
箕
輪
村
協
議
会
規
約

一
、
本
会
（

南
箕
輪
村
協
議
会

卜
称

ス

ニ
、
本
会
（

村
内

各
種
団
体
代
表
者
及

ビ
有
志
者
ヲ
以
テ
構
成

ス
ル

三
、
本
会
（

事
務
所
ヲ
本
村
役
場
内

ニ
オ
ク

四
、
本
会

は
村
政
其

ノ
他
村
内
各
種

重
要
問
題

ニ
ツ

キ
之

ヲ
調
査
研
究

ス
ル
ト
共

二
協

議

ヲ
尽
シ
是
等
問
題

ノ
処
理
運
営

ニ
ツ
キ
確
固

タ
ル
方
針

ヲ
樹

立
ス
ル
モ
ノ
ト

ス

五
、
本
会
二
於
テ
取

り
上
ゲ

ル
重
要
問
題
（

左
記

ヲ
先
ト

ス

ー
、
村

役
場
ノ
改
革
　
　
　
　
　
　
　

一
、
農
業

会
ノ
改
革

一
、
村

立
中
学
ノ
設
置
　
　
　
　
　
　

『

村
有
林
野

ノ
処
理

一
、
保
健
組
合
ノ
改
革
　
　
　
　
　
　

一
、
森
林

組
合

ノ
改
革

一
、
部
落
会
廃
止
後
ノ
処
理
　
　
　
　

一
、
供
出
対

策

二

農
地
処
理
及
農
業
政
策

六
、
本
会

二
於
テ
議
決
セ
ラ
レ
ク
ル
コ
ト
（

夫
々
ノ
機
関

ヲ
通
ジ
之
が
実
現

ヲ
期

ス
ル

モ
ノ
ト

ス

（
役
場
文

書
）

第

一

回

協

議

会

の
記

録

は

な

い
が

、

第

三

回

の
記

録

が

残

っ
て

い
る

。

八

月

二

六

日

午

後

二

時

か

ら

開

催

さ

れ

、

出

席

者

は

村

長

、

収

入

役
、

書

記

（
三

の

四

名

と

各

種
団

体

代

表

七

名

、

お

よ

び

各
区

か

ら

の
有

識

者

二

四

名

の

計

三

五
名

で

あ

っ
た

。
こ

の
第

三

回

の
協

議

会

は

四

議

題

を

と

り

あ

げ

て

い
る

。

ま

ず

第

一
に

、

協

同

組

合

設

立

の
件

を

協

議

し

、

農

民

組

合

の
研

究

を

も

と

に

し

て
、

三

〇

人

く
ら

い

の
設

立

準

備

委

員

を

あ

げ

て

、

設

立

し

た

い
と

い
う

こ

と

に

な

っ

た

。
農

業

会

代

表

も

い

て

そ

れ
に

異

議

が

な

か

っ
た

。

第

二

が

食

糧

調

整

胚2



戦後の村政節第2

委
員

の
件
で
各
部
落

か
ら
二
名

く
ら

い
の
候
補
を
定

め
る
こ
と
が
き
ま
り
、
第
三

が
林
道
開
発

の
件
で
奥
地
開
発

の
た
め
林
道
開
設

の
件
が
議
さ
れ
た
。
第
四
は
文

化
協
会
設

立
の
件
で
継
続
研
究
と
な

っ
た
。

な

お
、／
Ｐ
Ｔ
Ａ

の
設
立
な
ど
が
協
議
さ
れ
た
ら
し
く
、
次
の
よ
う
な
通
知
が
、

昭
和
二
三
年
に
な

っ
て
だ
さ
れ
て

い
る
。

乙
第
三
九
号
　

昭
和
二
十
三
年
二
月
二
日
　

南

箕
輪

村
長

清

水
国

人

委
員
（
倉
田
良
修
外
六

三
名
）
殿

村
協
議
会
開
催
の
件

明
三
日
午
後
一
時
か
ら
役
場
で
村

協
議
会
を
開

催
、
左
記
の
件
を
御
協

議
願

い
た
く
あ

り
ま
す
か
ら
御
多
忙
中

な
が
ら
時
間
正

確
に
御
出
席
願

い
ま
す

Ｉ
。
　
　
　
記

協
議

事
項
　

一
、
Ｐ
Ｔ
Ａ

の
設

立
に

つ
い
て

二
、
村
政

の
運
営
に

つ
い
て

三
、
犯
罪
防
止
に

つ
き
村

の
執

る
べ
き
態
度

レ
　
　
回
二

供
出
対
策

の
反
省

五
、
災
害
補
償
法
共
済
組
合
設
立
に
つ

い
て

六
、
参
議
院
議
員

の
選
挙
に

つ
い
て

（
役
場
文
書
）

こ

の
よ

う

に

、

敗

戦

後

の
急

激

な

変

革

に

、

衆

知

を

求

め

て

い
こ

う

と

し

た

協

議

会

は
、

民

主

的

で

あ

っ

た

。
こ

の
よ

う

な

大

衆

の
討

議

を

経

て

、

役

場

が

民

主

化

さ

れ
、

農

業

会

が

農

業

協

同

組

合

と

な

り

、

Ｐ

Ｔ

Ａ

が

生

ま

れ

、

共

済

組

合

が

設

立

さ

れ

る

な

ど
、

今

日

の
本

村

の
基

盤

が

で

き

て

い

っ
た

。

２
　

地

方

自

治

体
の

成

立

日

本

国

憲
法

の
地

方

自

治

に

関

す

る
規

定

を

う

け

て

、

地

方

公

共

団

体

の
自

主

性

・
自

律

性

を
高

め
民

主

化

を
徹

底

す

る

た

め
、

知

事

・

市

町

村

長

な

ど

の
直

接

公

選

、
’住

民

の
直

接

請

求

、

地

方

議

会

の
権

限

強

化

な

ど
を

は

か

っ
た

地

方

自

治

の
基
本
法
が
昭
和

二
二
年
制
定

さ
れ
、
日
本
国

憲
法
と
同
時
に
施
行
さ
れ
た

。

戦

後
最
初

の
地
方
制
度

の
改
革

は
、
東
京
都
制
・
府
県
制
・
市
制
・
町
村
制
の

全
面
改
正

の
形

で
行

わ
れ
、
昭
和

二
一
年

九
月
公

布
さ
れ
た

。
（
改
革
四
法
）
こ
の

法
律
に
よ

っ
て
従
来
と
打

っ
て
変

わ
っ
た
次

の
よ
う
な
内
容
を
持

つ
地
方
自
治
制

が
成

立
し
た
。

巾
　
成
年
男
女
住
民
に
参
政
権
を
広
げ
る
。

㈲
　
リ
コ
ー
ル
制
を
採
り
入
れ
る
。

㈲
　
首
長
の
公
選
制
を
実
施
す
る
。

㈲
　
不
信
任
議
決
・
議
会
解
散
権
（
首
長
）
を
認
め
る
。

㈲
　
選
挙
管
理
委
員
、
監
査
委
員
を
創
設
す
る
。

こ
れ
に
よ

っ
て
地
方
分
権
、
住
民

自
治
の
方
向
へ
大

き
く
転
換

し
、

と
く
に

首

長
の
公
選
制
は
地
方
の
民

主
化

を
促
進
し
た
。
こ
の
改
正

で
、
地
方
団
体

は
自
治

団

体
と
改
称
さ
れ
た
。

昭

和
二
五
年
四
月

一
五
日
、
公
職

選
挙
法

が
公

布
さ
れ
、
五
月

一
日
施
行

さ
れ

た
。
選
挙
権
は
二
五
歳
が
二
〇

歳
に
、
被

選
挙
権

は
三
〇
歳

が
二

五

歳

に

な

っ

た
。昭

和

二
一
年
一

一
月
三
日
公
布

の
日
本
国

憲
法
が
、
昭
和
二
二
年
五
月
三
日
実

施

の
は
こ
び
と

な
っ
た
。
昭
和
二
一
年
ま
で

は
村
議
会
は

Ｉ
〇
名
で
構
成
さ
れ
て

い
て
、

い
わ
ゆ
る
翼
賛
議
員
で

あ
っ
て
、
そ

の
議
会

の
議
長
は
村
長
が
あ
た

っ
て

い
た
。

新

憲
法
下

の
町
村
制
に
な

っ
て
、
地
方
制
度
が

か
わ
宍

村
長
は
議
長
で
は
な

く
な
っ
た
。
そ
こ
で
村
議
会

は
議
員

の
互
選
に
よ

っ
て
初
代
議
長
を
選
出
し
た
。

そ
し

て
、
次

の
よ
う
に
村
会
議
員

の
「
定
数
条
例
」
が
議
決
さ
れ
、
議
員
数
は

一
挙
に

二
二
名

と
な
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な

く
、
選
挙
管
理
委
員
が
選
挙
に
よ

り
四

名
選
出

さ
れ
、

そ
の
委
員

の
も
と
で
二
二
名

の
村
会
議
員
が
選
出
さ
れ
た

の

で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　

゛
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第７章　新しい南 箕輪

南
箕
輪
村

々
会
議
員
定
数
条
例

町
村
制
第
十

一
条
第
二
項
に
よ

り
本
村
村
会
議
員
を
左

の
通
り
定
む

左
　
記

一
、
議
員
定
数
　

二
十
二

人

二
、
議

員
の
定
数

は
町
村

条
例

を
以

て
特
に
之
を
増
減
す

る
こ
と
を
得

三
、
議
員

の
定
数

は
総
選

挙
を
行

う
場
合
に
非

ざ
れ
ば
之
を
増
減
せ

ず

但
し
著
し
く
人
口
の
増
減
あ
り
た
る
と
き
は
町
村

会
の
議
決
を
経

て
知

事
の
許
可
を

得
之
を
増
減
す
る
こ
と
を
得

昭
和

二
十
二
年

二
月
二
十

八
日
提
出
　

同
日
議
決

上
伊

那
郡
南
箕
輪
村
長
代

理
助
役
　

征
矢
直
徳
回

（
役
場
文
書
）

こ

の

よ

う
に

し

て
、

村

議

会

は
昭

和

二

二

年

度

か

ら
よ

う

や

く
議

員

に

よ

る

議

長

に

よ

っ

て
議

事

が

と

り

あ

っ

か

わ

れ

る
よ

う
に

な

り
、

議

決

機

関

と

執

行

機

関

と

が

分
離

し

て
、

地

方

自

治

の
第

一
歩

を
歩

む

こ
と

が

で

き

た

の

で

あ

る

。
昭

和

三
〇

年

か

ら
議

員

定

数

は

コ
（

人
に

減
員

さ

れ

た

。

３
　

村

議

会

活
動

の

発

展

地

方

の
自

治

が

し

だ

い
に

充

実

し

て

い
く

な

か

で
、

単

に

村

内

の
問

題

だ
け

で

な

く
、

県

内

・
国

内

の
問

題

に

も

関

心

を
示

す

よ

う
に

な

っ

た

。

そ

の
主

な

る
も

の

を

あ

げ

れ

ば

次

の

よ

う

で

あ

る

。

１
分
県

決
議

書
　
　
　

昭
和

二
三
年

っ
原

水
爆
実
験
即

時
禁
止
協
定
要

求
決
議
　
　

昭
和

三
二
年

ｏ

諏
訪
湖
下

水
道
天

竜
川

放
流
反
対

決
議
　
　

昭

和
四
七
年

分

県

決

議

書

決
議
書

長
野
県
は
人
口
二
〇
三
万
九
〇
〇
〇
人
、
面
積
一
万
三
六
〇
〇
1
1
2
余
に
亘
る
広
汎

な
る

全
国
第
三
位

の
大
県
に
し
て
　

こ
れ
が
行
政
庁
た
る
県
庁
は
古

く
よ
り
長

野
市

に
置

か

れ
あ

る
関
係
上
　

地
理
的
其

の
他
諸
般

の
見
地
よ
り
し
て
県
民
の
受

け
る
不
利
不

便
は

枚

挙
に
暇
の
な
い
現
状
で

あ
っ
た
。
過

去
七
〇
年
に
亘

る
移
庁
論
分
県
論
は
県
政
史
上

の
一
大

計
画

と
し
て
県
民

の
脳
裡
に
刻

み
込

ま
れ
て
来

た
。
今
や
民
主
主
義
下

の
我
が

国

に
於
て
多

年
の
宿
題

た
る
分
県
実
現
断
行

の
声
膨
拝

と
し
て
嵩
り

た
る
を
以
て
南
信

の
文
化
商
工
業
の
中

心
地
に
当

る
…
…

（
中
略
）

…
…
本
村
議
会

は
卒
先
し
て
こ
れ
が

即

時
実
現
を
熱
烈
に
要

望
す
る
次
第

で
あ
る
。

昭
和
二
三
年
二
月
一
五
日

上
伊

那
郡
南
箕
輪
村
村
会
議
長
　
　

有
賀
一
衛

長
野
県
知
事
　

林
　
　
　

虎
　
雄
　

殿

（
長
野
県
会
議
長
松

橋
久
左
衛
門
　

殿
）

（
役
場
文
書
）

こ

れ

は

昭

和

二

三

年

二

月

コ

ー
日

付

け

の

、

南

信

県

会
議

員

代

表
北

原

金
平

の

「

長

野

県

南

北

信

分

県

決

議

書

作

成

に

つ

い
て

」

の
村

長

あ

て

文

書

に

こ

た

え

た

も

の
で

あ

る

。

こ

の
決

議

書

け

二

月

一

七

日

、

浅

間

東

山

温

泉

で

開

催

さ

れ

た

、

長

野

県

分

県

促

進

期

成

同

盟

会

出

席

の
お

り

、

提

出

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ

て

い
た

。

な

お
、

各

地

区

の
分

県

促

進

期

成

同

盟

会

を

結

成

し

、

至

急

規

約

一

役
員

名

簿

を

送
付

願

い

た

い
と

も

記

さ

れ
て

い
る

の
で

中

南

信

で

運

動

を

展

開

し

た

も

の

で

あ

ろ

う

。

原

水

爆

実

験

禁

止

協

定

要

求

決

議
　

昭

和

三

二

年

一

一

月

八

日

、
議

案

第

六

四

号

で

原

水

爆

実

験

即

時

禁

止

の
決

議

が

な

さ

れ

た

。

原
水
爆
実
験

の
即
時
無
条
件
禁
止
協
定
を
要
求
す
る
の
件

原
水
爆
実
験

の
即
時
無
条
件
禁
止
協
定
を
左
記
に
よ
り
要
求
す
る
も
の
と
す
る
。

記

一
、
私
達

は
日
本
政
府
が
世
界
各
国
特
に
ア
ジ
ア

ー
ア
フ
リ
カ
諸
国
と
共
同

し
て
、
原

水
爆
実
験

の
即
時
無
条
件
禁
止
協
定
締
結
を
国
連
総
会
に
提
案
す
る
こ
と
を
要

求
し

ま
す
。

一
、
私
達

は
日
本
政
府
が
米
国
政
府
と
日
本
へ

の
原
子
兵
器
持
込
み
禁
止
を
結
ぶ
こ
と

を
要
求

し
ま

す
。
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第２節　戦 後の村政

一
、
私
達

は
日
本
政
府
及

び
国
会
が
被
爆
者
医
療
法
を
、
被
爆
者

の
生
活
保
障
を
含
む

援
護
法
に
改
善
し
、
被
爆
者

の
遺
族

の
援
護
を
立
法
化
す

る
こ
と
を
要
求
し
ま
す
。

昭
和
三
十
二
年
十
一
月
八
日
提
出
、
同

日
議
決

（
役
場

文
書
）

諏

訪

湖
下

水

道
反

対

決

議
　

昭

和

四

七
年

三

月

「

諏

訪
湖

下

水

道

反

対
決

議

」

が

な

さ

れ

た

。

諏
訪

湖
下

水

道

の
流

末

を
天

竜
川

に

放

流

す

る
計

画

は
、

下

流

の

住

民

の

生
命

を

お

び

や

か

す

と

い

う

こ

と

か

ら
、

こ

の
反

対
決

議

と

な

っ

た

の

で

あ

る

。

「

人

権

尊

重
の

村
」

宣

言
　

昭

和

五

八
年

四

月

一
日

か
ら

向

う

Ｉ
か
年

間

、

南

箕

輪

村

が
法

務

省

か

ら

「
人

権

モ
デ

ル
地

区

」

に

指

定

さ

れ

た

。
村

で

は
こ

の
指

定

を

う
け

て
、

住

民

の
基

本

的

人

権

の
尊

重

と

そ

の
擁

護

に

つ

い

て
、

正

し

い
理

解

と

意

識

を

た

か

め

る

た

め
講

演

会
や

子

供

た
ち

の
作

文

募

集

、

人

権

相

談

所

の

開

設

、

立
看

板

の
建

立
な

ど

の
事

業

を

計

画

し

展

開

し

た

。

な

お
、

三

月

定

例

議

会

に

お

い

て
、
「

人
権

尊

重

の
村

」

官
言

が

次

の

よ

う

に

な

さ

れ

た

。
人
権
尊
重

の
村
宣
言

社
会
は
、
個
人

の
尊
厳
と
両
性

の
本
質
的
平
等

を
基
礎

と
す

る
人

の
和

で

成

り

だ

ち
、
和
は
民
主
社
会
を
確
立
す

る
た
め

の
基
幹
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
同
時
に
、
各
自

の

自
覚
と
た
ゆ
ま

ぬ
努
力
に
よ

っ
て
培
わ
れ

る
べ
き
も

の
で

あ
る
。

し
か

る
に
、
産
業
経
済

の
発
展
と
国
民
生
活

の
向
上

は
目
覚

ま
し

い
も

の
が
あ

る
反

面
、
こ
れ
に
伴
う
急
激
な
社
会
変
ぼ
う
、
あ
る
い
は
家

庭
生
活

の
変
容
等
も
生

じ
、
そ

の
結
果
人
間
疎
外
’、
社
会
意
識

の
稀
薄
、
道
徳

心

の
欠
如
、
法
秩
序
軽
視

の
風
潮

な
ど

基
本
的
人
権

の
尊
重
を
礎
に
し
て
営
ま
れ

る
民
主
社
会

の
発
展
を
阻
害
す

る
も

の
で
あ

る
。こ

う
し

た
社
会
情
勢
下
に
鑑
み
当
村

で
は
、
人
権
意
識

の
高
揚
を

は

か

る

を

も

っ

。
て
、

か
か
る
精

神
面

は
も
と
よ
り
、
人
権
共
存

の
立
揚

か
ら
意
識
啓
発
に
鋭
意
努
め
憲

法
精
神
に
則
り
、
平
和
で
明

る
い
民
主
社
会

の
建
設
に
村
民

の
総
意
を
結
集
し
、
一
路

ま
い
進
す
る
た
め
、
こ
こ
に
南

箕
輪

村
を
「

人
権
尊
重
の
村
」

と
す
る
こ

と
を

宣
言
す

る
。

（
役
揚
文
書
）

非

核

平
和

宣

言
　

昭

和

五

九
年

コ

ー月

一
四

日

、

非

核

平

和

村

と

す

る
宣

言

が

行

わ

れ

た

。
非

核
平
和
村
言

言
に
関

す
る
決
議

世
界

の
恒
久
平
和

は
、
人
類
共
通

の
願

い
で

あ
る
。

し

か
る
に
、
今

な
お
各
地
で
武
力
紛
争
や
戦
争
が
絶
え
間
な
く
続

い
て
お
り
、
こ
れ

ら
に
用

い
ら

れ
る
兵
器

は
、
ま
す
ま
す
強
力
化
、
高
度
化
し
、
核
軍
備

の

拡

大

が

進

み
、
人
類

が
平
和

の
う
ち
に
生
存
す

る
条
件
を
根
本

か
ら
脅

か
す
段
階

に

至

っ

て

い

る
。わ

が
国

は
、
世
界
唯
一

の
核
被
爆
国
と
し
て
、
ま
た
、
平
和
憲
法
の
精
神
か
ら
も
核

兵
器

の
廃
絶

と
軍
備
縮
小

の
推
進
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。

よ

っ
て
、
本
村

は
戦
争

の
な

い
明

る
い
住
み
よ
い
明
日

の
世
界
を
願
い
、
こ
こ
に
南

箕
輪
村
を
「
非
核
平
和
村
」
と
す

る
こ
と
を
宣
言
す

る
。

以
上
決
議
す

る
。

昭
和
五
十
九
年
十
二
月
十
四
日
　
　
　
　
　
　
　

南
箕

輪
村

議
会

図7-12　 非核宣言の塔

胚5



第 ７章　新しい 南箕輪

国

鉄
北
殿
駅
無
人
化
の
意
見
書
　

昭
和
六
〇
年
三
月

ご
二

日
か
ら
北
殿
駅
が
無

人
化

さ
れ
、
停
留
所
化
す

る
こ
と
に
な

っ
た
。

村
議
会

は
五

九
年

コ

ー月

の
臨
時
村
会
で
同
駅
維
持

の
意
見
書
を
運
輸
大
臣
等

に

送
っ
た
。
伊

那
谷
開
発
同
盟
会
で

は
静
岡
管
理
局
へ
反
対
陳
情
を
し
た

。
北
殿

駅

の
無
人
化

は
飯
田

線
の
将
来

と
と
も

に
本
村
に
大
き
な
影
響

を
与
え

る
で

あ
ろ

三
　

昭
和
二
〇
～
三
〇
年
代
の
諸
施
策

】
」
　
新

し

い

社

会

に

適

応

す

る

施

策

１
　

中

学
校

校

舎

の

建

築

敗

戦

と

な

っ

て
も

教

育

の

こ
と

は

一
日

も

ゆ

る
が

せ

に

で

き

な

い

。
昭

和

二

二

年

四

月

か

ら
新

学

制

に

よ

る
南

箕

輪

小
学

校

と

南

箕

輪

中

学

校

が

そ
れ

ぞ
れ

開

校

式

を
行

っ

た

。

い

わ

ゆ

る

六

・
三

制

の
発

足

で

あ

る

。
し

か
し

、

中

学

校

に

は
校

舎

が

な

い
の

で

、

と

り

あ

え

ず

二
教

室

の

新
築

が

き

ま

っ

た

。

議
案
第
三
六
号
　
　

中
学
校
校
舎
新
築
の
件

昭
和
二
十
二
年
度
に
於
い
て
県
の
許
可

を
得
て
中
学
校
校

舎
二
教
室
を
新
築
す
る
の
件

を
提
案
す

る
。

昭
和
二
十
二
年
九
月
八
日
提
出
　

同
日
議
決

（
役
場
文
書
）

以

後
、
教
育

施
設
設
備

の
充
実

に
つ
い
て

は
第

六
章
第

九
節
参
照

２
　

公

民

館

の

設

置

飢

餓

か

ら

の

脱

出

に

よ

う

や

く
成

功

し

た

日
本

は
、

文

化

国

家

建

設

の
第

一
歩

に

公

民

館

の
建

設

を

す

す

め

た

。

す

で

に

昭

和

二

五

年

の

三

月

に

は
、

県

で

は
公

民

館

運
営

協

議

会

も

結

成

し

て

い

た

。

昭

和

二
五

年

次

の

よ

う
に

、

本

村

で

も

公

民

館

設

置

条

例

が

議

決

さ

れ
、

公

民

の
教

育

の
充

実

を

は

か

る

こ
と

に

な

っ

た

。

議
案
第
七
三
号

南
箕
輪
村
公
民
館
設
置
条
例
制
定
に
関
す
る
件

昭
和
二
十
五
年
七
月
七
日
　
提
出
　
同
月
同
日
議
決

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
長
　
　
清
水
国
人

３
　
有
線
放
送
の
設
置

昭
和
三
三
年
四
月
二
六
日
、
村
議
会
に
お
い
て
「
有
線
放
送
業
務
に
つ
い
て
」

が
時
代
の
要
求
に
応
し
て
議
決
さ
れ
た
。

設
立
準
備
は
、
村
・
議
会
・
農
協
・
公
民
館
・
区
・
婦
人
会
・
青
年
会
・
小
中

学
校
・
教
育
委
員
会
・
長
業
委
員
会
等
々
で
、
「
有
線
放
送
建
設
委
員
会
」
を
構

成
し
、
そ
の
重
要
事
項
に
つ
い
て
審
議
を
重
ね
て
き
た
。

施
設
は
加
入
者
の
各
戸
ヘ
テ
レ
フ
ォ
ン
ス
ピ
ー
カ
ー
を
入
れ
、
農
協
本
所
と
加

入
者
の
間
を
結
ぶ
た
め
架
線
工
事
を
す
る
。
施
設
の
経
費
は
総
額
一
〇
〇
〇
万
円

で
そ
の
内
訳
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

経
費
一
〇
〇
〇
万
円
の
内
訳本

折
施
設
　
一
五
〇
万
円

｛
負
担
金
　
三
五
〇
万
円
　

｝
加

パ
者
宅
　
三
七
〇

″

｛・
借
入
金
　
二
五
〇

″
　
　
　

架
　
線
　
　
四
六
五

″

一
助
成
金
　
三
〇
〇

″
　
　

｝
工
事
外
　
　
　
一
五

″

昭
和
四
三
年
八
月
一
七
日
、
有
線
放
送
更
新
の
陳
情
が
あ
り
、
そ
の
助
成
金
一

五
〇
〇
万
円
を
求
め
ら
れ
た
が
、
一
〇
〇
〇
万
円
を
助
成
す
る
こ

と
に
決
ま
っ

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
有
線
放
送
は
電
話
式
に
な
り
近
代
化
さ
れ
た
。

岡
　
福
祉
向
上
の
た
め
の
施
策

１
　
国
民
健
康
保
険
事
業
の
村
営
化

昭
和
二
三
年
五
月
一
八
日
、
本
村
の
国
民
健
康
保
険
組
合
の
診
療
所
に
村
費
補

助
金
の
交
付
申
請
が
、
そ
の
理
事
長
清
水
国
人
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

る
と
木
造
瓦
葺
き
平
家
建
て
の
事
務
室
と
応
接
室
に
玄
関
の
破
風
造
り
や
廊
下
な

甜6



第 ２節　戦後 の村政

ど
計

一

三
坪

五
合

で

、

計

一
〇

万

四

三

〇

〇

円

の
予

算

で

あ

る

。
こ

の
う

ち

五

万

三
〇

〇

〇

円

は
国

庫

の
補

助

金

で

あ

る

か
ら

、

残

金

の
五

万

一
三

〇

〇

円

と

素

材

六

三
石

を
村

費

補

助

と

し

て

ほ
し

い
と

い
う

の
で

あ

る

。

こ

の
よ

う

に

す

で

に

健

康

保

険

組

合

が

成

立

し

て

い

た
が

、

国

民

健

康

保

険

法

の
改

正

に

よ

り

、

こ

の
事

業

は
村

営

と
し

て
運

営

さ

れ

る

こ
と

に

な

っ

た

。

国
民
健
康
保
険
法

の
改
正
に
よ
り
国
民
健
康
保
険
事
業
を
村
営
と
す
る

昭
和
二
十
三
年
八
月
三
十
一
日
提
出
　
　

同
月
同
日
　

議
決

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
長
　
　

清
水
国
人
　
回

議
案
第
三
九
号

昭
和
二
十
三
年
度
南
箕
輪
村
国
民
健
康
保
険
保
険
料
賦
課
の
件

一
、
金

二
（

万
九
三
〇
〇
円
　

毎
月
保
険
料
　

世
帯
主
数
一
〇

九
六
人
　

一
人
一
か
月

平
均
一
五
五
円

一
、
金
一
万
〇
九
六
〇
円
　
　

世
帯
主
一
〇

九
六
人
平
均

割
　
壱

か
月
一
人
金
一
〇
円

一
、
金
一
万
一
五
四
〇
円
　
　

昭
和
二
十
三
年
度
被
保
険
者
五
七
七
〇

大
　
人
頭
割

一

大
二
円

合
計
　

一
九
万

一
八
〇

〇
円

也

昭
和
二
十
三
年
一
〇
月
二
十
五
日
　
提
出
　

同
日
議
決

南

箕
輪
村
長
　
　

清
水
国

人

（
役
場
文
書
）

こ

の

年

こ

の

事
業

が
村

営
に

な

っ

た

た

め
、

五
月

に

は
保

険

組

合

の
理

事

長

清

水

国

人

が

八

月
以

降
村

長

清

水
国

人

で

事
業

を
施

行

し

て
村

民

の
健

康

保

険

業

務

の

み

な

ら

ず

、

積

極

的

な

健

康
管

理

に

努
力

す

る

こ

と

と

な

っ

た

。

２
　

養

老

院

の

建

設

（
老
人
ホ
ー
ム
）

扶
養
義
務
者
の
な
い
老
廃
疾
者

を
援
護

の
た
め
施
設

に
収
容

し
、
適
切

な
環
境

を
与

え
保
護
を
加
え
、
さ
ら
に
文
化
生
活
に
浴
せ
し
む
る
と
と
も
に
老
人
の
福
祉

を
図

る
。

こ

の

よ

う

な

目

的

を

も

つ

施
設

を

考

え

た

こ

と

は
、

時

の
村

長

の
卓

見

で

あ

っ

た

。
反

面

、
核

家

族

化

か

す

す

み

す

ぎ

て

、
こ

う
し

た

老

人

が
多

く

な

り

つ

っ

あ

っ

た
こ
と
に
も
よ

る
。

こ

の
件
に

つ
い

て
、

昭
和

三
二
年

一
〇
月
、

共
同
募

金
事

務
局
長

の
話
で
は
、
養
老
院

の
建
設

の
場

合
、
共
同
募

金
か
ら
建
築
費

の
六
割
備

品
費

の
八
割
が
出
る
。
運
営
は
国

で
八
割
、
県
で
二
割
と
分
担

し
て
行

な
う
。
一

階
建
て
で
二
階
は
許
可

し
な

い
。
火
災
予
防
の
た
め
鉄
筋
で
防
火
ブ

ロ
ッ
ク
建

て

で
あ
る
と
知
ら
さ
れ
た
。

昭

和
三
三
年
八
月

、

い
よ

い
よ
建
設

と
な

っ
た
が
、
安

曇
寮

を
参
考
に
し

て
、

六
尺
廊
下

を
四
尺
五
寸
に
し
て
坪
数
を
節
約
す
る
こ
と
に

な

っ
た
。
建
設

地
は
け

じ

め
田
畑
・
南
殿
が
選
ば
れ
た
が
地
元

の
反

対
に
あ

い
、

結
局
大
芝

地
籍
と
な
っ

た
。
こ

の
間
大
泉
区

と
大
芝
区

の
間

に
土

地
平

水
の
面
倒

な
問
題

が
あ
っ
た
が
、

関
係
者

の
理
解
と
努
力
に
よ

っ
て
、
現

在
地
が
選
定
さ
れ
た
。

こ
の
地
も
狭

い
た
め
さ
ら
に
、
県
設

苗
は
跡
地

へ
の
移
転

が
う
わ
さ
さ
れ
て
い

る
。昭

和

三
八
年

八
月

一
日

上
火

老
人
福
祉
法

の
施
行
に
よ

火
　
「
南
箕
輪
老
人

ホ
ー
ム
」
と
改
称

さ
れ
、
入
居
や
目
的
も
福
祉
法
に
そ

っ
て
、
定
員
八
〇
名
で
運

営

さ
れ
て
い
る
。

目
　

産
業
発

展
の

た
め
の
施

策

１
　

土
地

改
良
事
業
の
推

進

昭
和
二
四
年
八
月
四
日
土
地
改
良
法
が
公
布
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
は
耕
地
整
理

事
業
と

い
わ
れ
て

い
た
が
、
「
土
地
改
良
事
業
」
と
改
め
ら
れ
、
直
接
耕
作
者
に

よ

っ
て
な
さ

れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
れ
は
農
地
解
放
に
よ

っ
て
自
作
農
化
さ
れ

た
多
く

の
農
民

の
、
土
地
改
良
へ

の
高

い
意
欲

の
結
果
で
あ
る
。
土
地
改
良
を
希

望
す

る
農
民
は
一
五
名
あ
れ
ば
県
知
事

の
認
可

を
得
て
、
土
地
改
良
区

を
設
立
す

る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る

。

昭
和
二
五
年
二
月
一
五
日
、
県
道
飯
田
線
（
国
道
一
垂

二
号
線
）
以

東
を
耕
地
整

理

す
る
こ
と
が
可
決
さ

れ
、
こ

の
画
期
的
な

「
利
天

地
」
　（
第
四
章
一
節
水
を
求
め
　
8
7

て
参
照
）
の
大
事
業
が
な
さ

れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
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議
案
第
四
二
号
　
　
土
地
改
良
事
業
区
二
関
ス
ル
件

本
村
外
二
町
一
力
村
共
同
ニ
テ
県
道
飯
田
線
以
東
ノ
耕
地
整
理
ヲ
実
施
セ
ン
ト
ス

昭
和
二
十
五
年
二
月
十
五
日
　
提
出
　
同
月
同
日
議
決

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
長
　
清
水
国
人

２
　

工

場

誘

致

昭
和

三
四
年

一
一
月

三
〇

日
、
議
案

五
五
号
で
工
場
誘
致

の
議

が

提

案

さ

れ

て
、
南
殿
区

の
大
河
原

へ
興
亜
工
業

が
進
出

す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
一
反
歩

二
〇

万
円

で
五
町

歩
の

１
０
０
０
万
円
、
土
地

を
失

う
人

は
一
万

二
〇
〇
〇
円
で
就
職

さ
せ
、
下

う
け
工

場
は
二
〇

ぐ
ら
い
で
き
、
黒
川
に
橋

を
か
け
る
と
い
う
条
件
で

あ

っ
た
。

昭
和
三
五
年
二
月
一
五
日
、
工
場
誘
致

が
具

体
化

さ
れ
、
協
力
費

と
し

て
六
〇

万
円
（
反
当
二
万
円
）
が
決
定
し
、
一
〇
〇
〇

万
円

を
興

亜
に

敷
地
買

収

資

金

と

し
て
貸
し
付
け
、
就
職
者
二
二
人
が
き
ま

っ
た
。
こ
れ
が
工
場
誘

致
第

一
号
で
あ

り
、
以
後
多
く

の
工
場
が
工
場
誘
致
条
例
（
昭
和
三
九
年
八
月
制
定
）
に

よ
っ
て
誘

致
さ

れ
て
い
る
。

四
　

昭
和
四
〇
年
代
を
主
と
し
た
村
政

Ｈ
　
中
央
自
動
車
道
と
村
政

交
通
の
改
革
は
、
政
治
・
経
済
・
文
化
等
そ
の
地
域
す
べ
て
の
改
革
に
つ
な
が

る
。
当
地
域
の
交
通
は
、
主
要
な
道
路
や
鉄
道
が
木
曽
谷
を
通
る
か
、
伊
那
谷
を

通
る
か
に
よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
た
。
古
代
の
官
道
の
東
山
道
は
伊
那
を
、
次

の
時
代
の
中
山
道
は
木
曽
谷
を
、
そ
し
て
、
鉄
道
の
中
央
本
線
も
木
曽
谷
を
通
っ

た
。
今
度
の
中
央
自
動
車
道
は
伊
那
谷
を
南
北
に
縦
貫
し
た
。

中
央
自
動
車
道
の
通
過
に
よ
っ
て
も
た
さ
れ
る
変
革
は
、
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か

り
で
あ
る
が
、
す
で
に
各
方
面
に
及
ん
で
お
り
、
地
域
の
人
た
ち
は
そ
の
効
果
を

期
待
し
、
村
政
は
ま
た
こ
れ
に
対
応
し
た
施
策
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

Ｉ
　

ル

ー
ト
発
表
ま
で

昭
和
三
二
年
、
国
土
開
発
縦
貫
自
動
車
道
建
設
法
が
公
布
さ
れ
て
以

来
、

「
中

央
自
動
車
道
西
宮
線
」
（
中
央
道
と
い
う
）
の
建
設
に

つ

い
て
は
、

当
地
域

を
通

る

よ
う
に
と
、
陳
情
が
地
方
公
共
団
体

を
先
頭
に
し
て
繰
り
返
さ
れ
た
。

け
じ
め
は
、
富
士
吉
田

か
ら
静
岡
県
を
経
て
、
赤
石
山
脈
を
ト

ン
ネ
ル
で
貫
き

飯
田

へ
出

る
構
想
が
伝
え
ら

れ
た
。
し

か
し
、
県
民

の
要
望
が
実
を
結
び
、
三
九

年

六
月
に
諏
訪
回
り
に
変
更
と
な

っ
た
。
そ

れ
か
ら
、
四
〇
年
一
二
月
に
甲
府
～

小
牧
問

の
基
本
計
画
が
公
表

さ
れ
た
。

当
初

の
建
設
予
定

ル
ー
ト
は
、
航
空
測
量
図
に
該
当
範
囲
を

Ｉ
〇
〇
ｍ

幅
で
描

い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

昭
和
四
二
年

一
一
月

一
日
に

は
飯
島
町
～
箕
輪
町
開
三
六
・
六
㎞

の
ル
ー
ト
が

発
表
に

な
っ
た
。
そ
こ
で
当
村
に
も
、「
中

央
道
用

地
関
係
者
組
合
」
（
後
の
被
買
収

者
組
合
）
が
発
足

し

た
。
そ
れ
か
ら
同

じ
一
一
月
に
は
郡
下

一
一
農
協
に
対
策
委

員

会
が
結
成

さ
れ
、
用
地

買
収
等

の
窓
口

は
農
協
が
当

た
っ
た
。

一
方
で
昭
和
四

二
年

一
一
月

一
〇
日
、
上
伊
那
地
区

の
中
央
道
建
設
用
地
内

の

埋

蔵
文
化
財

の
緊
急
分

布
調
査

が
行

な
わ
れ
、
調
査
遺
跡
数

一

二

一
に
及

び
、
本

村
内

で
も
大
芝
東

遺
跡
、
北
高
根
遺
跡

な
ど
重
要

な
遺
跡
が
発
見

さ
れ
た
。

２

設

計

協

議

中

央
自
動
車
道

は
東
京

と
名
古
屋

を
結

び
、
伊
那
谷

を
縦
貫

す
る

こ

と

に

な

り
、
伊

那
谷
産
業

の
将
来

を
左
右

す
る
交
通

の
大
動
脈
と
な

る
も

の
で
、
地
域

の

期
待
は
大

き
か
っ
た
。

郡
下

で
は
南
部

か
ら
設
計
協
議

が
は
じ
ま
り
、

一
部
で

は
用
地

の
買
収
も
す
す

ん
で
い
た
が
、
昭
和
四

六
年

一
月
現
在
で
設
計
協
議

の
終
了
し

た
市
町
村
は
、
飯

島
町

・
駒
ヶ
根
市

・
宮
田
村

・
伊

那
市
西
春
近
地
区

・
箕
輪
町
で
本
村

は
ま

だ
で

あ
っ
た
。
そ
の
原
因

は
西
部
開
発
前
提

の
設
計
協
議
で

あ
っ
た
の
で
、
西
部
開
発

の
動

向

い
か
ん
で
は
設

計
が
ち
が
う
と
い
う
に
あ
っ
た
。
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そ
れ
は
、
西
部
地
帯

の
将
来
を
考
え
る
と
き
、
た
と
え
西
部
開
発
を
断
念
し
た

と
し

て
も
、
西
部
開
発
計
画
路
線
程
度
の
も
の
は
中
央
道
と
交
差
が
で
き
る
配
慮

を
し
て

お
か
な

い
と
、
子

々
孫

々
ま
で
悔
い
を
残

す
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
こ

で
ま
ず
第
一
段
階
と
し
て
西
部
開
発
前
提
の
設
計
協
議
案
に
基
づ
い
て
、
村
内
を

五
地
区
に
分
け
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
地
区

の
対
策
委
員

と
協
議

を
進
め
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
う
し
て
設
計
協
議
に
よ
う
や
く
入
る
こ
と
が
で
き
た
。
設
計
協
議
以

後

は

ス
ム
ー
ス
に
す
す
ん
で
中

央
道
の
工

事
は
順

調
に
出

来
て
い
っ
た
。
次
の
よ
う

に
開
通
が
行
な

わ
れ
た
の
で
あ
る
。

昭
和
五
〇
年
八
月
二
三
日
　
中
津
川
駒
ヶ
根
間
開
通

昭
和
五
一
年
九
月
一
八
日
　
駒
ヶ
根
伊
北
イ
ン
タ
ー
間
開
通

昭
和
五
六
年
三
月
三
〇
日
　
伊
北
小
淵
沢
間
開
通

÷

つ
し
て
中

央
道
時
代

を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

３
　

西
部
開

発
事
業

伊

那
西
部
開
発
事
業

は
、
中
央
道

の
関
連
事
業

と
し

て
具
体
化
し

て
き
た
。
昭

和
四
二
年

一
月
、
「
中

央
道
が
あ
る
だ
け
で
は
地
域

住
民

の
直
接
利

益
に

な

ら

な

い
」
と
し

て
、
関
係
機
関
と
受
益
者
が

あ
げ
て
運
動

を
進

め
て
き

た
。

け
じ
め
、
地
元
と
し
て

は
三
三
〇
〇
ｈ
を
全
部
水
田

の
開
発
と
し
て
国
営
事
業

を
要
請
し
て
推
進
し
て
き

た
。
と
こ

ろ
が
、
米

の
生
産
力

の
向
上
と
豊
作
、
さ
ら

に
国
民
食
生
活
の
変
化
等
に
よ
り
、
昭

和
四
五
年
に
は
米
の
生
産
抑
制
が
、
四

六

年

か
ら
は
米
の
生
産
調
整
が
実
施
さ
れ
る
と

い
う
農
業

情
勢
と
な
っ
た
。
こ
う
し

た
中
で
西

部
開
発
は
全
水
田

か
ら
田
畑
輪

換
へ
、

さ
ら
に
畑
濯
中

心
の
計
画

と
変

え
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
西
部
開
発

事
業

が
地
元
に

歓
迎

さ
れ

な

い
原
因

と
な

っ
た
。

こ
の
西

部
開
発

に
つ
い
て
は
別
項
第
四
章
第

一
節
及

び
本
章
第
三
節
五
に
詳
し

い
の
で
こ
こ
で
は
そ
の
事
業
計
画

だ
け
を
記

す
。

１
　
国
営
廬
漑
排
水
事
業
　
事
業
費
四
〇
億
円
　
補
助
率
八
〇
％

２
　
県
営
大
規
模
畑
地
帯
総
合
土
地
改
良
事
業

事
業
費
五
三
・
七
億
円
、
補
助
率
七
五
％

３
　
県
営
大
規
模
農
道
（
関
連
事
業
）

事
業
費
一
八
億
円
余
、
補
助
率
国
費
六
五
％
　
県
費
三
五
％

な
お
、
大
泉
上
田
区
画
整
理
事
業
も
こ
の
事
業
の
一
環
と
し
て
昭
和
五
〇
年
五

一
年
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
業
の
問
題
は
残
っ
て
い
る
が
、
す
で
に
当
地

区
は
西
部
開
発
の
実
施
圏
内
に
入
っ
て
き
て
い
る
。

≒
　
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画

１
　
概
　
　
　
要

近
年
に
お
け
る
高
度
経
済
成
長
の
も
と
で
、
社
会
経
済
情
勢
は
著

し
く
変

わ

り
、
と
く
に
工
業
開
発
お
よ
び
交
通
網
の
発
達
に
と
も
な
っ
て
、
農
地
の
無
秩
序

な
転
用
と
農
業
経
営
の
粗
放
化
等
農
業
の
危
機
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今

後
と
も
農
産
物
の
安
定
的
な
供
給
及
び
生
産
性
の
高
い
農
業
経
営
の
育
成
を
実
現

す
る
た
め
に
本
村
で
は
、
「
魅
力
あ
る
農
業
地
帯
」
を
実
現
し
よ
う
と
農
業
振
興

地
域
整
備
計
画
を
た
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
農
業
用
途
区
域
設
定
に
は
各
地
区
の
意
見
要
望
を
組
み
入
れ
、
昭
和
四
六

年
以
降
一
〇
か
年
間
を
見
通
し
て
立
案
し
、
昭
和
四
九
年
一
一
月
に
は
県
知
事
の

認
可
を
う
け
た
。
こ
う
し
た
用
途
区
域
の
決
定
に
よ
り
農
業
と
農
業
以
外
の
土
地

利
用
と
の
調
整
を
図
り
な
が
ら
、
農
業
生
産
の
基
盤
で
あ
る
優
良
農
地
を
確
保
で

き
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

農
業
振
興
地
域
に
な
る
と
次
の
よ
う
な
利
点
が
考
え
ら
れ
て
い
た
。

田

農
業
施
策

の
重
点
的
な
実
施
が
な
さ
れ
る
。

①
各
種
農
業
関
係

の
補
助

事
業

が
優
先
的

に
実

施
さ
れ
る
。

②
資
金
の
融

資
事
業

が
集

中
的

に
行

な
わ
れ
る
。

③
長
期
に
わ
た
っ
て
活
用

で
き
る
事
業

が
優
先

さ
れ
る
。

②
税
制
上
の
優

遇
措

置
が
と
ら
れ
る
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①
譲
渡
所
得
税
、
登
録
免
許
税
が
そ
れ
ぞ
れ
軽

減
さ
れ
る
。

②
農
地
等
の
買
い
か
え
に
つ
い
て
は
、
課
税
の
繰

り
延
べ
措
置

が
認
め
ら
れ
る
。

○
生
活
環
境
施
設

の
整
備
が
促
進
さ
れ
る
。

①
村
で
は
こ

の
地
域

の
環
境
施
設
の
整
備
に
努
め
る
。

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
は
「
農
振
法
」
と
も
呼
ば

れ

る
、
「
農
業
振
興
地
域

の
整
備
に
関
す
る
法
律
」
（
昭
和
四
四
年
法
律
第
五
八
号
）
に

よ
る
も
の
で
、
本
村
で

は
そ

の
地
域
指
定
が
昭
和
四
六
年
度
に
さ
れ
、
そ
の
整
備
計
画

が
昭
和
四
七
年
に

策
定

さ
れ
た
。

昭
和
四

九
年
三
月

の
『
南
箕
輪
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
書
』
に
は
、
次

の
四

項

が
記

さ
れ
て
い
る
。

―
　
農
用
地
利
用
計
画

２
　
農
業
生
産
基
盤
の
整
備
、
開
発
計
画

３
　
農
地
等
の
権
利
取
得
の
円
滑
化
計
画

４
　
農
業
近
代
化
施
設
の
整
備
計
画

以
下

こ
の
計
画

書
に
よ
っ
て
、

そ
の
概
要

を
記

す
。

２
　

農
用
地
利

用
計
画

本
村
地
域

農
業

の
将
来
あ
る
べ
き
姿

を
明

ら
か
に

し
、
村

の
総
合

振
興
計
画
に

呼
応
し
た
土
地
利
用

計
画

を
た
て
る
。
村
発
展
上
最

も
大

き
な
問
題

と
な
る
も
の

の
一

つ
は
、
農
地
と
市
街
地
・
工
場
用

地
と
の
競
合

で
あ
る
。
土

地
利
用

の
各
種

混
在
に
よ
る
公
害
の
発
生
に
よ
り
、
生
活
環
境
を
み
だ
す
こ
と
の
な

い
よ
う
配

慮

し
、
農
業
に
あ

っ
て
は
生
産
性
の
高

い
農
用

地
を
維
持
し
、
調
和
あ
る
農
業
地
帯

を
実
現
し
よ
う
と
計
画
し

た
。

こ
う
し
た
農
用
地
区
を
設
定
す
る
に
あ
た

っ
て
、
次

の
諸
点
を
配

慮
し
て
設
定

を
行

な
っ
た
。

―
水
田
地
帯
…
…
西
天
竜
幹
線
左
岸
一
帯

っ
畑
作
を
中
心
と
し
た
水
田
・
酪
農
・
樹
園
地
帯
…
…
西
天
竜
幹
線
右
岸
一
帯

用　 途　 区　 分

農業振興 地域界

農 用 地 区 域 界

匹 勿 畑

水　　　　　　田1:E::::二:::::::I

㎜ 樹　　 園　　 地

図7-13　南箕輪土地利用計画図（ 土地 利用区分構想図）
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本
村
地
域
内
に
あ
る
現
況
農
用
地
一

言
一
四
ｈ
の
う
ち
、
次
に
か
か
げ
る
三
四

一
ｈ
を
除
い
て
、
七
九
三
ｈ
を
農
用
地
区
域
と
設
定
し
た
。
そ
の
除
外
地
の
内
訳

は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

・
中
央
自
動
車
道
路
　
　
土
地
の
分
筆
登
記
が
で
き
て
か
ら
除
外

っ
大
規
模
農
道
　
　
　
　
　
　
　
　同
右

っ
墓
地
公
園
　
　
　
　
　
　
　
　
　同
右

ひ
集
落
内
に
介
在
す
る
農
用
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　一
一
四
ｈ

ｌ
天
竜
川
沿
岸
地
帯
の
都
市
計
画
地
域
の
農
地
　
　
　
　
　
九
〇
ｈ

・
国
道
一
五
三
号
線
添
い
市
街
地
の
農
地
　
　
　
　
　
　
　九
九
ｈ

ｌ
村
道
二
八
号
線
（
吹
上
線
）
添
い
両
側
　
　
　
　
　
　
　一
四
ｈ

゜
県
道
沢
尻
、
箕
輪
線
添
い
両
側
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
エ
ｈ

ｌ
県
道
伊
那
、
日
義
線
添
い
両
側
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
ｈ

以
上
合
計
三
四
一
ｈ
を
除
外
し
て
七
九
三
ｈ
を
農
用
地
と
し
、
用
途
別
に
図
7

1
1
3及
び
表
７
１
６
の
よ
う
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。

表
ア
ー
６
　
用
途
区
分
の
構
想

沢
尻

南
原

の
一
部

大

泉
耕
整

北
原

大

芝
原

中

野
原

西

部

畑

地

区

西
天
竜

水
田

地
区

国
道

一
五
一
一一号

線
沿
線

天

竜
川
沿

岸
地
区

地

域

市

街
化

畑 畑
畑
率

九
五

％

水
田
率

九
〇

％

市
街
化

す
す
む

水
田
率

八
五

％

現

況

ﾙﾔ
優
良

農
地

心
桑
園

樹

園

飼
料
Ｗ

同
右

優
良

農
地

八飼
料

作
物

野
菜
心

優
良

農
地

八
稲
作
心

住
居
地

帯
で
除
外

都
市

計
画

で
除
外

用

途

区

分

３
　
農
業
生
産
基
盤
の
整
備
・
開
発
計
画

農
振
迪
区
内
に
あ
七
西
天
竜
水
田
地
帯
は
約
五
〇
〇
ｈ
あ
る
が
、
水
田
の
農
業

近
代
化
に
対
処
す
る
た
め
に
、
圃
揚
が
狭
い
地
区
に
つ
い
て
は
二
〇
ａ
以
上
の
区

画
に
基
盤
整
備
す
る
。
西
天
竜
幹
線
水
路
上
段
部
畑
地
三
二
九
ｈ
に
つ
い
て
は
、

伊
那
西
部
開
発
事
業
の
地
域
と
し
て
畑
地
濯
漑
を
全
面
的
に
実
施
し
、
圃
場
整
備

を
図
り
、
地
域
の
開
発
に
努
め
る
。

土
地
基
盤
整
備
開
発
計
画

地
区
別
計
画
と
地
区
越
え
計
画
が
あ
り
、
そ
の
概
要
は
表
７
－

７
の
よ
う
で
あ

表
７
ｊ

７
　

地
区
別
針
画
と
区
域
越
え
針
画

地

区

別

計

画

Ｂ１

２

Ｂ１

１

Ａ１

２

Ａ１

１

番区
号域

排朧 圃 農
か ■　 堪

設い 備　備

排濯 圃 農
かj　 堪

設い 備　備

排漑 圃　農
水 。場 道
施が 整　整

設い 備　備

]K

の頂
め用 土 の農

の
排 地 新道

新水 基 設網
設路 盤 改の

改 の 整 良整
良整 備　 備

備　　　 の

の　　　 た
た　　　 め

め用 上 新農

の
排 地 設道

新水 基 改網

設路 盤 良整
改 の 整　 備

良整 備　 の
備　　　 た

の　　　 め
た　　　 の

め用 土 新農

の
排 地 設道

新水 基 放網

設路 盤 良整
改 の 整　 備

良整 備　 の
備　　　 た

の　　　 め
た　　　 の

め用 区 新農

の
排 画 設道

新 水 整 改網
設 路 備 良整
改 の　　　 備

良整　　　 の
備　　　 た

の　　　
め

た　　　 の

事
業

の
概
要

一 一 一

六 六 六
九 九 九

-　 一　 一

一 一 一
一 一 一
一　 一　 一一 一 一

九　　　 九
〇　五　 ○

八 一 八
○　三　〇

ha

受

益
面
積

中

野
原
地
籍

一一
一本

木

地

籍

大

芝
原
地
籍

の 大 上

各 泉
田

地 川　｀
籍 原 上

｀ ノ
南 平

高　｀
根 善
｀ 内

高
林

根　｀

備

考
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第 ７章　新しい 南箕輪

②
　
区
域
越

え
計
画

回

業ﾐ

事
業

の
種
類

幅農

八道
詰

事
業

の
概
要

芝南
源

大 ｀

泉神
了

北柴

原 ｀
大

範
受

囲益

農
用

地
区
域

の

受

益

の

範

囲
一

一

一一一
ｋ 四

受

益
面
積

四通

過`

○延
○長

Ｏ
ｍ

備

考

叫

都

市

計

画

明
る
く
住
み
よ
い
、
し
か
も
近
代
的
な
村
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
に
、
か
ね
て

か
ら
進
め
て
き
た
都
市
計
画
が
、
昭
和
五
三
年
一
月
一
九
日
に
決
定
し
た
。

用
途
地
域
　
　
　
約
六
八
五
ｈ

都
市
計
画
道
路
　
一
四
路
線

都
市
計
画
公
園
　
五
〇
・
六
ｈ

ｌ
　
用

途

地

域

こ
れ
は
土
地
利
用
計
画
で
、
住
居
・
商
業
・
工
業
が
快
適
で
利
便
で
安
全
で
能

率
が
確
保
で
き
る
よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
が
競
合
し
な
い
よ
う
、
地
区
割
を
定
め
る
こ

と
で
あ
る
。
本
村
の
用
途
地
域
は
表
７
－

８
及
び
図
7
1
1
4の
と
お
り
、
住
居
三

種
類
、
商
業
一
種
類
、
工
業
二
種
類
の
合
計
六
種
類
で
あ
る
。

こ
れ
ら
種
類
別
の
特
性
を
生
か
す
た
め
、
建
物
の
新
築
・
増
改
築
の
場
合
に
は

建
築
基
準
法
の
規
定
に
よ
り
制
限
が
か
か
る
。
そ
の
制
限
の
一
つ
は
住
居
地
域
と

工
業
地
域
に
そ
れ
ぞ
れ
制
限
を
設
け
て
、
住
工
混
在
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
二
つ
目
は
、
建
築
物
の
形
態
の
制
限
で
、
一
定
の
密
度
の
確
保
と

日
照
・
通
風
・
景
観
等
の
確
保
の
配
慮
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
「
建
物
の
用
途
制
限
の
概
要
は
表
７
１
９
の
よ
う
で
あ
る
。

表7-8　 南箕輪都市計画用途地 域一覧表

種　　　　　　　 類 面　積　ha 容積率　％ 建 ペィ率 ％ 面積構成比 ％

第１種住居専 用地域
約　１４２

約　　 １９

６０以下

８０以下

４０以下

５０以下

（２０，７）

（２，８）

第２種住居専用地域 約　１１８ ２００以下 ６０以下 １ ７．２

住　 居　 地　 域 約　３０２ ２００以下 ６０以下 ４ ４． １

近 隣 商 業 地 域 約　　 １１ ２００以下 ８０以下 １．６

準 工 業 地 域 約　　 ８ ０ ２００以下 ６ ０以下 １１．７

工 業 専 用 地 域 約　　 １３ ２００以 下 ６ ０以下 １．９

合　　　　　 計 約　 ６８５ １ ００．０

２
　

都
市

計
画
道
路

こ

の
道
路

は
、
間
隔

お
よ
そ
五
〇
〇
ｍ

、
幅
員

コ

ーｍ

以
上
、
鉄
道
と

の
交
叉

は
立
体
式
、
道
路
と
道
路
と

の
交
叉
は
平
面
式
で
一
四
路
線
を
計
画
し

た
。
そ

れ

は
表
7
1
1
0
の
よ
う
で
あ
る
。
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⑤石翔眼圧1
都市計画道路一覧

番 号 路　 将　 名 巾 員,，

３ ３ヽ・｜ C●　砂　北　片 ２２

３・３・２ 環　状　両　ｇ ？２

３・４・３ 呂古風 鳴沢恥

３・４・７ 大 三 公 園 片

３・４・Ｂ 尋協，蔓間 塚片

３ ４ヽ・９ 丿丿 原由皿ｇ

ｊ ・４・１０
神子柴久保下段呻

３ ・５・Ｓ９
神子条久保上段吟

3・5･20千　 坂　 ｇ
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］・S･25ド ウ カ クｇ

I ･ －
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一
　

卜

″
‘

几　　　　例 建ベィ率 容 積 率

都 市 計 画 区 域
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都 市 計 画 道 路／ 　 　 　 　 「

皿 翻 第１種住居専用地域
4　5

10　10

6　a
10　10

二 工］第２種住居専用地域
G

10
20
10

住　 居　 地　 域
６

１０
20
10ヅ ノ 川

皿 四 近 隣 商 業 地 域
8
10

20
10

匹 匹 準　工　業　地　域
６
１０

20
10

頭 無間 工 業 専 用 地 域
６
１０ 20

10

ぺご べにに１ン： 都 市 計 画 公 園
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Ｉ
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・ 　 Ｍ ｇ
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表7-9　建物の用途制限概要

第７章　新しい南箕輪

区分 例　　　　　　　　　 示
第 一 種
住居専用
地　　 域

第 二 種
住居専用
地　　 域

住　　 居
地　　 域

近隣商業
地　　域

準 工 業
地　 域

工業専用
地　　 域

住

宅

住宅，共同住宅，寄宿舎，下宿

兼用住宅（ﾘｻそお事務所’店舗’作業揚等を兼 ね） (×)

×

×

学

校

公

益

施

設

幼稚園，小学 校， 中学校，高等学校

図書館，博物館

神社，寺院，教会

養老院，託児所，公衆浴湯，診療所

巡査派出所，公衆電話所，一定規模以下 の郵便局

大学， 高等専門学校，各種学校

病　　 院

×

×

×

×

×

×

商

業

娯

楽

施

設

そ

の

他

物品販売を営 む店 舗（百貨店 を含む）飲食店

上記以外の店 舗，事務所，公会堂

ホテル， モーテル，旅館

ボ ーリ ング湯， スケート場，水泳場

まあじ やん屋， ぱちんこ屋，射的場

劇場，映画 館，演芸場， 観覧場

待合，料理店， バー， キャバ レー，ダ ンスホ ー
ル，トルコ風呂

営業用倉庫

床面積50j をこえる車 庫

自動車教習所 ，床 面積の合計が15j をこ える畜舎

（×）

（×）

×

×

×

×

×

×

（× ）

×

×

×

×

×

×

×

（ × ）

×

×

×

×

（×）

×

×

×

×

×

×

×

×

工

場

パ ン屋，米 屋，豆腐屋，菓子 屋などの食品製造工
場等で一定規模以下のもの

作業場 の床面 積の合計が50j 以下 の工場 で危険性
や環境 を悪 化させるおそれが極めて少 ない もの

作業場の床面 積の合計が150j 以 下の工場 で危険

性や環境 を悪 化させるおそれが極めて少 ない もの

作業場 の床面積 の合計が150j をこえる工場 また
は危険性や環境 を悪化させるおそれがやや多い も
の

危険性が大きいか，又は著しく環 境を悪化 させる
おそれがある工場

（ × ）

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

× ×

危

険
物

火薬類，石油類，ガ スなどの危険物の貯蔵， 処理
の量 が少ない施設

火薬類，石油類 ガスなどの危険物の貯蔵，処 理の
量 が多い施設

×

×

（ ×）

×

（× ）

× × （×）

詰
卸売市場， と畜 楊，火 葬場，汚物処理場，ごみ焼
却場

× (都市計画 において位置 を決定したものなど)

(×)は建築できない もの( ただし 特別 の許可を受けて建てられる場合 かおる)
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戦後 の村政第２節

表
７
－
1
0
　
都
市
計
画
道

路
一
覧
表

幹　　　 線　　　 街　　　 路 種
別

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

寸　刄　
・　 寸　●　　●　ｉ　 ●　●　●　●　●　參　●

五 五 五 五 五 五 五 四 四 四 四 四 三 三

●　瞭　●　薯　●　●　１　φ　●　
・　　●　咎　●　轡

二 二 二 二 二 二 一 一

五 四 三 ニ ー ○ 九 〇 九 八 七 三 ニ ー

番

号

名

称

ド 久 北 八 田 赤 神 神 上 農 大 名 環 環
ウ

保
殿　

ヽ
畑 圭 子 子 川 協 芝 古 状 状

ヵ　｀ 大 幡 大 坂 柴 柴 原 浅 公 屋 南 北

ク 線 泉 線 芝 線 久 久 中 間 園 塩 線 線
線　 線　 線　 保 保 込 塚 線 尻

上 下 線 線　 線
段 段

線 線

路

線

名

宇 宇 字 宇 字 字 字 字 字 字 字 伊 宇 宇

掛
久 中　 沖 田 下 上 上 北 南 那 春 三
保 川 山 河 ノ ノ 川 川 ノ 高 市 日 本

田 田 原 腰 原 久 沢 原 原 久 根 伊 道 木

保　　　　 保　 那 東

起

点

位

置

字 字 宇 字 字 字 字 伊 字 字 宇 字 伊 伊

大
宮 南 ヽヽ 猪 ヲ 戌 那　 宮 大 久 那 那
ノ 高 禅 子 卜 亥 市 中 ノ 芝 保 市 市

畑 上 根 門 柴 ウ 原 上 込 上 原 田 伊 美

洞　 川　　　　　 那 篤
原　　　　　　 部

終

点

ｍ 久 大 北 田 田 ｍ 北 塩 北 大 伊 伊 伊

畑 殿　　　　 那 那 那・ ． ノ　　　 市 市 市

畑 保 泉 殿 畑 畑 北 田 井 殿 芝 寸　●　寸
殿 畑　　　　 北 神 神

殿 子 子
柴 柴

主

な

経

過

地

約 約 約 約 約 約 約 約 約 約 約 約 約 約
一　 三 一 二 一 五 三 一　 二 八 九 八
一 七 六 二 四 二 二 九 四 八 二 七 六 三

八
〇 一 八 一 一 六 三 二 七 一 五 七 七

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

延

長

余

心

一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
一 一 一 一 一 一 一 之 一 エ ー エ 一 一
一 心iXJ-i ノヘ ノベ ノベ ノＸ ／ヘ ー 一

這 幅
玉

余員
心

３
　
都
市
計
画
公
園
に
つ
い
て

都
市
計
画
は
地
域
住
民
の
娯
楽
、
福
祉
の
向
上
の
た
め
、
現
在
プ
ー
ル
、
野
球

場
、
陸
上
競
技
場
、
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
揚
の
で
き
て
い
る
大
芝
公
園
を
、
都
市
計
画

公
園
と
し
て
、
今
後
施
設
の
充
実
を
図
る
も
の
と
す
る
。
（
詳
細
は
㈲
参
照
）

匈

地

籍

調

査

昭
和
五
五
年
か
ら
Ｉ
〇
か
年
計
画
で
本
村
内
も
地
籍
調
査
が
行
な

わ
れ
て
い

る
。
現
在
ま
だ
進
行
中
で
あ
る
が
極
め
て
大
切
な
歴
史
的
な
調
査
で
あ
る
の
で
、

そ
の
大
要
を
記
し
て
お
く
。

地
籍
調
査
は
、
国
の
行
な
う
国
土
調
査
の
う
ち
、
市
町
村
を
事
業
主
体
と
す
る

細
部
調
査
の
一
つ
で
、
土
地
を
一
筆
ご
と
に
、
字
・
地
番
・
地
目
・
面
積
・
所
有

者
等
を
明
ら
か
に
し
て
地
籍
簿
を
作
り
、
ま
た
一
筆
ご
と
の
土
地
を
測
量
し
て
形

状
・
面
積
を
明
ら
か
に
し
て
地
籍
図
を
作
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
調
査
結
果
は
、
地
籍
簿
及
び
地
籍
図
と
し
て
保
存
さ
れ
、
国
土
庁
の
認
証

を
経
て
法
務
局
に
送
付
さ
れ
、
土
地
登
記
簿
の
記
載
が
改
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

調
査
は
村
内
を
Ｉ
〇
区
分
し
て
、
一
〇
か
年
計
画
で
実
施
さ
れ
、
測
量
は
業
者

委
託
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。

調
査
費
用
は
Ｉ
㎞
当
た
り
平
均
三
〇
〇
万
円
程
度
で
、
こ
の
費
用
分
担
は
、
国

が
六
分
の
四
、
県
と
村
が
六
分
の
Ｉ
ず
つ
と
な
っ
て
い
る
。

凶
　
大
芝
村
有
林
の
開
発

本
村
に
お
け
る
大
芝
村
有
林
の
重
要
性
は
、
い
ま
に
始
ま
っ
た
も
の
で

は
な

い
。
古
来
重
要
な
休
場
と
し
て
農
民
の
生
活
を
支
え
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
は
森

林
資
源
と
し
て
村
財
政
を
う
る
お
し
た
の
で
、
他
町
村
の
住
民
か
ら
羨
望
さ
れ
て

腔5
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き

た
平

地

林

で

あ

る

。

中

央

道

の
開

通

を
迎

え

て
、

こ

の
村

民

共

有

の
平

地

林

に

も

、

新

し

い
時

代

の

波

が

お

し

よ

せ

て

き

た

。

山
林

経

営

に

代

わ

る
新

し

い
経

営

が
要

請

さ

れ

て
き

た

の
で

あ

る

。

１
　

大

芝

開

発

調

査

委

員

会

昭

和

四

三

年

三

月

、
「
大

芝

開

発

調

査

特

別

委

員

会

」

が

設

置

さ

れ
、

コ
（

人

の
委

員

が

そ

の
予

備

的

調

査

を
行

な

う

こ

と

に

な

っ
た

。
大

芝

の

山

林
経

営
に

よ

っ
て

う

る

お

っ
て

き

た
本

村

も

、

山

林

経

営

で

は

見

通

し

が
暗

く

な

っ
て

き

た

か

ら
で

あ

る

。

中

央

道

の
開

設

に

と

も

な

っ
て

開

発

す

る

の
が

よ

い
と

い
う

意

見

か

ら

、
専

門

家

の
診

断

に

よ

っ

て
開

発

の
方

向

を

探

る
こ

と

に

し

た
。

ゴ

ル
フ

場

と

か

別

荘

地

の
案

が

話

し

あ

わ

れ

た

。

昭

和

四

五
年

一

一
月

、
「
大

芝

開
発

審

議

委
員

会
」

が
設

置

さ

れ

た

。

こ

れ

は

ゴ

ル

フ
場

開

発

委
員

会

で

は

な

く
、

ゴ

ル

フ
場

開

発

を
研

究

問

題

と

す

る
委

員

会

と

性

格

を

加

え

た

委
員

会

で

あ

っ

た

。

そ

れ

だ

け
に

、

こ

の

委
員

会

の
意

見

は
尊

重

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ
た

。

昭

和

四

六

年

一

月

三
〇

日
、

大

芝
開

発

審
議

委
員

会

の
倉

田

恒
雄

委

員

長

か

ら

、

時

の

村

長

木

ノ

島

新

一

に

あ

て

て

「

答

申

書

」

が

だ

さ

れ

た

。

大

芝

村

有

林

を

ゴ

ル

フ

場

並

び

に

別

荘

地

と

し

て

全

面

積

を

貸

し

つ

け

る

こ

と

に

つ

い
て

諮

問

を

う

け

た

が

、

委

員

会

の

意

見

は

諮

問

も

修
正

さ

れ

て

「
大

芝
開

発

全

般

に

つ

い
て

の
意

見

」

と

な

っ
て

、

次

の

よ

う

に

答

申

さ

れ

た

の

で

あ

る

。

二

村
有
林

の
開
発
は
中
央
道
開
通
時
点
が
有
利
と
思
わ
れ
る
が
、
社
会
情
勢
の
変
化

と

村
財
政
事
情
等
を
考
慮
し
て
一
部
（
一
三
万
坪
程
度
）
を
ゴ
ル
フ
場
用
地
に
貸

し
つ
け

る
も
や
む
を
得

な
い
。

二
、
そ

の
他

の
村
有
林
に

つ
い
て
は
、
今
後
研
究
を
重
ね
、
長
期
的
視
野
に
立
っ
て
効
率

的
で
し
か
も
有
利
な
方
向
へ
逐
次
段
階
的
に
開
発
を
推
進
す
べ
き
で
あ
る
。
但

し
常

時

村
民
が
自
由
に
利
用
出
来
る
施
設
を
計
画

の
中

に
必

ず
盛
り
込

む
こ
と

。

三
、
今
後

の
開
発
は
唯
単
に
大

芝
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
地
域

全
般
に

わ
た
る
も

の
と
思

わ

れ

る
の
で
諸
情
勢
に
対
応
出
来
る
よ
う
長

期
展

望
に
立
っ
て
村
有
林

の
利
用

を
考
え

る

こ

と
。

（
役
場
文
書
）

２
　

ゴ

ル

フ
場

開

発

問

題

と
ス

ポ

ー
ツ

公

園

の

発

足

昭

和

四

六
年

三

月

一
五

日

、

議

会

か

ら
大

芝

開

発

促

進

決

議

書

が

だ
さ

れ

、

同

年

七

月

に

は
村

当

局

か

ら
、

次

の
大

芝

原

の
賃

貸

借

契

約

が
提

案

さ

れ

た

。

○
　

開

発
の
方
向

１
　
大

芝
原

ス
ポ
ー
ツ
公
園
－

四
万
坪
　

村
営

（
池

、
野
球
場

、
バ
レ
ー
コ
ー
ト
、
テ

ニ
ス
コ

ー
ト
、
プ

ー
ル
）

ゴ

ル
フ
場
１

二
七

ホ
ー
ル
　

三
二
万
五
〇
〇

〇
坪

基
本
別
荘
地
－

（
会
社
寮
三
〇
）
　

四
万
六
〇
〇
〇
坪

附
属
施
設

―
（
（

ウ

ス
、
駐
車
湯
、
グ
リ
ー
ン
ベ
ル
ト
）
　

三
万
九
〇
〇

〇
坪

２
　

大
泉
所

一
般
別
荘
　

三
〇
〇
戸
　

ロ
ッ
ジ

（
ホ
テ

ル
）
　
　
　
一

レ
ス
ト
（

ウ
ス
　

ー
　
　
各
種

ク
ラ
ブ
施
設

（
乗
馬
　

ボ
ー
ト
等
）

フ
ィ

ッ
シ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
　
サ

イ
ク
リ

ン
グ
コ

ー
ス

ヘ
リ
ポ
ー
ト
　

ア
ル
プ
ス
展
望
台

○
　

開
発
効
果
の
予
測

田
　

村
へ
の
直
接
収
入

貸
地
料
　

五
一
万
坪
×
五
〇
円

（
坪
）
＝
二
五
五
〇
万
円

固
定
資
産
税
　

建
物
二
〇
億
円

×
八
〇
％

×
回

㈲
＝
二
二
四
〇
万
円

利
用
交
付
金
　

四
万
五
〇
〇
〇
（
人
）
×
二
五
〇
円

＝
一

二

回

万
円

計
　
　

五
八
六
五
万
円

○
　

間
接
収
入

原 日
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従
業
員
（
地
元
採
用
）
　
二
〇
〇
名
　
給
料
一
万
七
〇
〇
〇
円

物
資
の
供
綸
　
一
〇
万
人
の
消
費
　
一
億
円

臼
　
賃
貸
条
件

地
代
　
坪
当
た
り
　
五
〇
円

地
代
の
改
定
　
三
年
毎
に
行
う

期
　
間
　
　
　
三
〇
年
間
で
必
要
に
よ
り
更
新
す
る

（
役
場
文
書
）

以
上
が
開
発

の
提
案
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
続

い
て
「
大
芝
・
大
泉
所
の
村
有
林

の
現
状
」
も
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。

大
芝
　
　
　
総
面
積
　
四
五
万
坪
（
幼
木
面
積
二
四
万
坪
）

坪
当
り
年
間
収
入
　
一
八
円
（
伐
期
立
木
八
〇
〇
〇
万
円
）

大
泉
所
　
　
総
面
積
　
六
〇
万
坪
（
幼
木
で
今
後
三
〇
年
収
入
な
し
）

こ
う
し
て
木
材

の
収
益
性

よ
り
も
開
発

が
有
利
で
あ

る
と

の
資
料

が

示

さ

れ

た
。こ

の
提
案
に
示
さ
れ

た
よ
う
に
、
木
材

の
収
益
性
は
低
く
、
量
的
に
も
限
界
が

あ

る
の
で
、
開
発
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
時
代

の
勢

い
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
大
芝
を
貸
し
付
け
る
と

い
う
こ
と
は
財
産
処
分
と

い
う
重
大

な
こ
と
で
あ

る
の
で
、
部
落
懇
談
会
を
し
た
り
、
公
聴
会
も
開
い
た
。
昭
和
四

六
年

七
月

二
四

日
、
村
公
民
館
で
の
公
聴
会
に
は
公

述
人
と
し
て
賛
成
反
対

そ
れ
ぞ
れ
一
一
人

が

公
述
し
て

い
る
。
村
内
に
は
根
強

い
反

対
意
見

も
あ
っ
た
。

昭

和
四

六
年

八
月

二
三
日
、
議

会
第

一
常
任

委
員
長

は
委
員
会

の
審
査
報
告
書

で
、
「
原
案
は
種

々
不
備

の
点
が
あ
る
の
で
賛
成
で
き
な

い
。」
と
否
決

の
報
告
を

し
た
。
大

方
は
開
発

の
方
向

で
あ
っ
た
が
、
大
芝
開
発
と

い
う
全
村
民

の
願

い
を

多
数
決

で
処
理

せ
ず
、
村

の
将
来

を
考
え

一
日
も
早
く
円
満
な
開
発
を
期
し
て

の

全
委
員

一
致

の
結

論
で
あ
っ
た
。

こ

う
し

て
従
来
村
で
考
え

て
き

た
開
発

の
方
向
を
振
り
出
し
に
戻
し
て
、
新
た

な
開
発
方
向

を
見
出

す
こ
と
に

な
り
、
昭
和
四
六
年

二

一
月
に
「
大
芝
開
発
推
進

委
員
会
」
（
二
六
名
）
が
発
足
し

た
。

そ
の
中
か
ら

Ｉ
〇
名
の
小
委
員
会
も
構
成
さ
れ
、
会
議
を
何
回
か
重
ね
て
開
発

の
推
進
を
は
か

っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
と

い
っ
て
具
体
的
進
展
も
な
く
昭
和
四
七

年
が
終
わ
り
、
翌
四
八
年
に
な
っ
て
も
勣
き
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

一
方
で
昭
和
四
七
年
に
な
っ
て
、
ゴ
ル
フ
湯
問

題
と
き
り
離

し
て
、
村
民

の
ひ

と
し
く
要
望
し
て
い
る
「

ス
ポ
ー
ツ
公
園
」
に

つ
い
て
は
、

早
急
に
実
現

す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
意
見

が
全
員

の
一
致

す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

ス
ポ
ー
ツ
公
園

は
各
種

の
施
設

が
設
け

ら
れ
る
よ
う
、

全
体

の
構
想
を

た
て
た

上
で
、

ま
ず
野
球
場

を
四

七
年
度
で
造

る
こ
と
に
な

っ
た
。
企
業
と
関
係

の
な

い

コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト

の
新
日
本
設
計
事
務
所
に
依
頼
し
て
構
想
図
を

作

成

し

た
。

（
図
７
－
1
5）

こ
う
し
て
大
芝
開
発
の
問
題
は
、
ゴ
ル
フ
場

が
足
ぶ
み
し
て
い
た
の
で
、

ま
ず

ス
ポ
ー
ツ
公
園
か
ら
発
足
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

３
　

ゴ
ル

フ
場

賃
貸
借
契
約
の
成
立

昭
和
四

八
年
五
月

一
九
日
、
土
地
賃
貸
借
仮
契
約
書

が
村
と
、
信
州
伊
那
国
際

ゴ
ル
フ
ク
ラ

ブ
と
の
間
に
成

立
し

た
。
そ
の
概
要

は
次

の
よ

う
で

あ
っ
た
。

賃
貸
借
期
間
　
　
昭
和
四
八
年
五
月
二
二
日
か
ら
一
五
加
年
間

賃
貸
料
　
　
　
　
一
坪
当
た
り

Ｉ
〇
〇
円
（
コ
二
万
坪
）

賃
貸
料
の
改
定
　
三
年
ご
と
に
行
な
う
。（
消
費
者
物
価
指
数
に
よ
亘

一
時
支
払
金
　
　
一
億
四
〇
〇
〇
万
円
（
協
力
費
）

深
層
水
ボ
ー
リ
ン
グ
の
禁
止
（
五
ｍ
以
上
禁
止
）

同

年
の
五
月
二
二
日
、
こ
の
仮
契

約
は
本
契

約
と
し
て
議

決
さ
れ
、

よ
う
や
く

ゴ
ル
フ
場
問
題
は
解
決
し
た
の
で
あ
る
。

契
約
内
容
は
前
期
仮
契
約
と
同

じ
で
、
契

約
期
間

は
昭
和
四

八
年
五
月

二
二

日

か
ら
一
五
加
年
間

で
昭
和

六
三
年

五
月
二
一
日
ま
で
、
満
了

の
一
年
前
に
話
し
合

腔Z
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い
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

賃
貸
料
改
訂

の
基
礎
は
次
の
よ
う
に
な

っ
て

い
る
。

総
理
府
統
計
局
発
表
の
巾
経
済
成
長
率
、
②
全
都
市
消
費
者
物
価
指
熱

川
周
囲
の
土

地
の
賃
貸
料
金
、
の
三
条
件
を
参
考
と
し
て
料
金
改
定
額
を
算
出
す
る
。

芝矢印は遊歩道コース

図7-15　 大芝 スポーツ公園の構想とゴルフ場

村
民
の
大
芝
原
は
、
森
林
経
営
で
は
立
ち
ゆ
か
な
い
時
勢
の
も
と
で
、

賛
成
反
対
の
は
げ
し
い
討
論
を
経
て
、
結
局
円
満
に
解
決
し
て
、
ス
ポ
ー

ツ
公
園
と
な
り
ま
た
ゴ
ル
フ
場
と
し
て
一
三
万
坪
が
貸
与
さ
れ
た
の
で
あ

４
　
大
芝
ス
ポ
ー
ツ
公
園
の
充
実
発
展

そ
の
後
、
大
芝
ス
ポ
ー
ツ
公
園
は
各
種
運
動
施
設
が
着
々
と
整
備

さ

れ
、
憩
の
家
と
し
て
大
芝
荘
が
建
設
さ
れ
、
都
市
計
画
公
園
と
し
て
大
芝

池
な
ど
が
造
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
は
第
五
節
の
二
、
厚
生
福
祉

の
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。

な
お
、

昭
和
五
五
年
八
月
一
九
日
、
「
南
箕
輪
村
研
修
セ
ン
タ
ー
」
が

落
成
し
た
。
こ
の
施
設
は
通
産
省
の
工
業
再
配
置
促
進
整
備
事
業
で
、
二

二
〇
〇
万
円
の
国
庫
補
助
と
信
英
・
大
明
両
社
の
協
力
に
よ
っ
て
で
き
、

各
方
面
の
研
修
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。

五
　

行

政

機

構

等

の
発

展

」［
　

村
内

行
政
機
構
の
推
移

昭
和
二
二
年
制
定

の
地
方
自
治
法
は
次

の
特
色
を
持

っ
て

い
た
。

①
住
民
自
治

の
飛
躍
的
拡
充
で

あ
る
。
婦
人
に
参
政
権
が
与
え
ら
れ
、
知

事
・
市
町
村
長

の
直
接

選
挙
制

が
取

り
入

れ
ら
れ
た
。
と

く
に
首
長
そ

の
他
の
機
関

の
構
成
者
の
解
職

の
請
求
権
や
地
方
議
会

の
解
散

の
請
求

権
な

ど
が
与
え
ら
れ
た
。

②
団
体
自
治
が
大
幅
に
充
実
し
た
。
行
政
警
察
的
な
取

締
り
が
条
例
で
で

ざ
る
よ
う
に
な
り
、
県
も
自
治
公
共
団
体
で
あ
り
、
従

っ
て
知
事
も
自
治
体
の

長

と
し

て
、
官
僚
的
支
配
体
制

の
出
先
機
関
で
は
な
く
な

っ
た
。

こ
う
し
た
特
色
を
持

つ
自
治

が
初

め
て
与
え

ら
れ
た
わ
け
で
あ

っ
て
、
本
村

の

行
政
機
構
は
次
の
よ
う
に
充
実
し
て
い
っ
た
。
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第２節　戦 後の村政

村
長

助
役

収
入
役

書
記

昭
2
4

１141 1

農
地
委
員
会

書
記
　

４

保
険
組
合書

記
　

２

保
健
婦
　
　
　

１

開
拓
組
合
　
　

Ｉ

普
及
員
　
　
　

１

村
会
議
員
　
　
2
0

監
査
委
員
　
　

２

農
業

調
整

委
　
８

員
　

１

村
長

助
役

収
入

補
佐

庶
務

戸
籍

消
防

税
務

勧
某

配
給

統
計

厚
生

土
木

耕
地

農
地

林
務

昭

和
2
6

役

２　 ２　 １　 ２　１　 １　 １　 ３　 １　 １　 ２ １ １ １　 １

図7-16 昭 和2 か26 年 の 村 行 政 機 構

１

国

保
　
　
　

３

保
健
婦
　
　

１

改
良
普
及
員

１

元耳 ∧ ＼

務
一
般
－

議
会

事
務

挙
事
務
－

統
計

事
務

籍
事
務
－

住
民

登
録

勧
業
事
務－

畜
産
事
務

林
業
事
務

林
】

配
給
事
務

農
業
委
員
会
事
務

民
生
事
務

生
占

児
童
福
祉
－

社
会
福
祉

芳
ト
ロ

税
務
一
般
―
土
地
家
屋

矛
　
　
相
続
登
記

木
上
リ

耕
地
事
務

乗
　
　
衛
生
一
般

健
占

国
憚
事
務

育
諮

∧

公　　　教

会
＜

第
一
委
員
会

第

二
委
員
会

教
育
委
員
会
庶
務

育
十

学
校
教
育
全
般

消
防
事
務
丿
社
会
教
育

民
官
Ａ

教
養
産
業
－

厚
生
体
育

う
　
　
文
化
啓
蒙

ま
ず
、
昭
和
二
四
年
に
は
ま
だ
機
構
と
い
う
ぽ
ど
の
も
の
は
な
く
、
雑
居
型
で

あ
っ
た
が
、
昭
和
二
六
年
に
は
や
や
そ
の
職
分
が
分
化
し
た
。
し
か
し
、
今
度
は

逆
に
各
個
前
進
で
統
一
が
欠
け
、
よ
う
や
く
、
昭
和
三
三
年
に
な
っ
て
議
会
が
議

決
機
関
ら
し
い
地
位
を
占
め
、
教
育
委
員
会
も
独
自
性
を
持
っ
て
き
た
。

昭
和
二
四
年
に
は
一
般
書
記
の
外
に
、
農
地
委
員
会
書
記
、
保
険
組
合
書
記
・

保
健
婦
・
開
拓
組
合
・
普
及
員
な
ど
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
当
時
民
主
化
の
過
程

図7-17　 昭 和33年 村行政機構

南箕 輪村

（
議
決
機

関
）ｉ

議
会
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執
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関

）

｜
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評　 会委　　　　　 会　　　 附　　　　消収助
価　　 員　　　　　　｜　　　　属　　　　

防入
審　　 会　　　　　　事　　　 機
査　　　　　　　　　務　　　 関　　　　団役役
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］

＿　 保育生　 業　 械　　 務

務

係
丿
庶

務
｛

般
、
議

会
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選

挙
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監

査

防

係
－

消

防
、

防
犯

計

係
－

統

計

一
般

健

係
－

国

保
、
衛

生
、
保

健

予
防

、
水
道

出

証
明
係
丿

戸

籍
、
住

民
登
録
、印

鑑
証

明

、
主

食
配
給

生
係
－

厚

生

一
般
、
保

育

所
、

国
民
年

金

、
社

会
福
祉

土
木
係
－

土

木
、

建
築
、

住

宅
、
耕

地

課
↓

林
務
係
－

林
務
、森
林
組
合

産
業
係
－

農

務
、
畜

産
、

土 動 資 村 商
地 車 産 民 工

家 税 税 税　｀
屋 賦　゛ 農
評 課 軽 固 委

価　 自` 定

生　 業　 械
委　 構　 課
員　 造　　｜

推　 改ダ農
せ　 善ン耕

ん　 室プ用
会　 ｜カト

改農｜ラ
善業の ク
事構運夕納
業造営｜税

組
合

芦
所
運
営
委
員
会

保
運
営
協
議
会

係
丿
教
育
委
員
会

庶
務
一
般

教
育
係
－

学
校
に
関
す

る
事
項

教
育
係
－

社
会
教
育

公
民
館
体
育

学
校

図7-18　 昭和39年 村行政機構

で
、
重
要
施
策
の
処
理
で
あ
っ
た
の
で
、
混

迷
の
中

か
ら
立
ち
上

が
る
時
代

を
思

わ
せ

る
。

昭
和
三
三
年
で
は
消
防
事
務
が
教
育

委
員

会
に
属

し
て
い
た
が
、
今

日
で
は
考

え
ら
れ
な

い
こ
と
で
あ
る
。

昭
和
三
九
年
度
と
も
な
る
と
、

消
防
団

が
村
長
直
属

と
な
り
、

各
委
員
会
（
選

挙
管
理
・
農
業
・
固
定
資
産
評
価
）
や

監
査

が
そ
れ
ぞ
れ
独
自

の
地
位

を
与

え

ら

れ

8四
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委
員
－

監
査
事
務
　
　
（
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公
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企
業
－

管
理
者

行

長
）－
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課
　
　

管
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係

］
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設
係

図7-19　昭和47年村行政機構

（
村
長
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

圓

七

千

隋

庄
　

剛

士

十

團

目
」

て

い
る
。
昭
和
四
七
年
度
の
機
構
は
生
活
課
の
中
で
各
保
育
所
の
位
置
が
明
示

さ

れ
て
い
る
。
昭
和
五
八
年
度
の
機
構
は
最
も
現
在
に
近

い
も
の
で
あ
る
が
、

こ
こ

で

は
、
議
会

の
常
任
委
員
会
が
建
設
・
経
済
・
総
務
文
教
と
な
っ
て
い
る
。

（

事

務

局

）

レ

言

ぽ

教
育
委
員
会

上

辻

開

発

公

社

公
民
館

中
学
校

小

学

校

－－
社
会

教

育

係

－－
学

校

首

位

事
務
局

匯
峻
嗜
よ
Ｉ
⑤
⑤

固
定
資
産
評
価
審
査
意

監
　

査
　

委
　

員

選

挙

管

理

委

員

会

事
務
局

－
事
務
局

－－
事
務
局

図7-20　昭和58年村行政機構

≒
　
町
村
合
併
の
波

敗
戦
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
が
新
し
く
な

る
こ
と
を
求
め
る
時
代
と
な
っ
た
。
昭
和

二
八
年
町
村
合
併
促
進
法
が
公
布
さ
れ
地

方
事
務
所
で
当
時
の
伊
那
町
を
中
心
と
す

る
一
町
七
か
村
の
合
併
計
画

が
策
定

さ

れ
、
同
年
コ

ー月
九
日
に
は
関
係
町

村

長
・
助
役
・
議
会
代
表
・
教
育
委
員
・
区

長
・
学
校
長
・
婦
人
会
長
・
青
年
会
長
・

公
民
館
長
・
自
治
普
及
員
等
一
四
七
名
が

参
集
を
求
め
ら
れ
て
、
合
併
研
究
懇
談
会

が
開
か
れ
た
。
伊
那
町
は
こ
の
大
同
団
結

に
よ
っ
て
一
挙
に
伊
那
市
に
な
る
う
と
し

て
熱
心
に
周
囲
に
合
併
を
働
き
か
け
た
。

何
回
か
の
懇
談
の
結
果
、
富
県
村
・
美
篤

村
が
合
併
の
意
志
考
不
を
し
、
続
い
て
手

良
村
・
東
春
近
村
及
び
西
箕
輪
村
が
こ
れ

に
加
か
っ
た
。
合
併
の
意
志
表
示
を
し
な

か
っ
た
の
は
本
村
と
西
春
近
村
の
二
か
村

で
あ
っ
た
。

西
春
近
村
に
も
合
併
に
ふ
み
き
れ
な
い

事
情
が
あ
っ
た
が
、
本
村
に
は
本
村
の
事

情
が
あ
っ
た
。
伊
那
町
側
の
強
力
な
呼
び
か
け
に
対
し
、
合
併
問
題
の
研
究
に
入

ろ
う
と
し
た
一
月
末
に
突
如
と
し
て
村
有
林
払
下
げ
に
絡
む
汚
職
事
件
が
起
き
、

村
会
議
員
の
一
部
と
助
役
に
収
賄
行
為
か
お
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
従
来
と
か
く

8 郎



戦後の村 政第２節

村
会
議
員
不
信
任
論
が
さ
さ
や

か
れ
て

い
た
村
内
に
、
火
が

つ
い
と
よ
う
に
議
会

不
信
任

の
声
が

あ
が

っ
た
。

村
首
脳
部
は
こ

の
汚
職
事
件

の
鎮
静
を
待

っ
て
合
併
問
題
の
研

究
に
う
っ
ら
ざ

る
を
得
な
く
な

っ
た
。
時
を
稼

い
で

い
る
う
ち
に
、
二
月
と
な
り
約

束

の

期

限

（
二
月
一
五
日
正
午
）
が
迫

っ
て
き
た
の
で
、
七
日
ご
ろ
か
ら
研

究
を
開
始
し
た
。

村
会
が
四
班
に
分

か
れ
て
県
内
各
地
を
視
察
し
、
二
月

コ

ー日
に
全
員
協
議
会
で

合
併

の
可

否
を
検
討
し
た
。
こ
の
大
問
題
を
村
民

に
知
ら
せ
な

い
で
は
と

い
う
こ

と
で
、
急
き

よ
一
三
日
に
は
拡
大
委
員
会
（
村
民
約
一
八
〇
名
）
を
招
集

し
た
と
こ

ろ
、
フ

」
の
重
大
事
項

を
村
民
に
知
ら
せ
な

か
っ
た
…
…
」
と

い
う
怒
り
と

つ

る

し
上
げ
に
終
始
し
た
。
も
と
も
と
合
併

に
対

す
る
村
民

の
最
大
関

心
事
は
村
有
林

（
山
林
）
の
保
持
が
で
き
る
か

ど
う
か
に

あ
っ
た
。

首

脳
部

ど
う
し

の
会
議
で
、

一
四

日
夜
に

は
①
大
芝
原

の
村
有
林

の
完

全
保
持

②
北
沢
山
山
林

八
〇
〇
町
歩

の

解

放
（
各
部
落
ヘ

ー
○
○
町
歩
）
を
と
り
っ
け

る
こ
と
が
で

き
た
。

一
五
日
の
村
民
大

会
で
は
こ
の
二
項
目

を
、
村
民
に
公
開

す
る
こ
と
も
で
き
な

く
、

二
月

一
五
目
正
午

と
い
う
時
間
切

れ
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
土

壇
場

の
こ

の

約
束

も
結
局
反
故

と
な
り
対

等
合
併

の
道
は
と
ざ
さ
れ
、
吸
収
合
併

の
道
し

か
残

ら
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
う
し
て
、
昭
和

二
九
年
四
月

一
日
か
ら
、
伊

那
町

・
富
県
村

・
美
篤
村

・
手

良
村

・
東
春
近
村

が
廃

さ
れ
て
、

こ
の
区
域

が
新

し
く
伊

那
市

と
な
っ
た
。

伊

那
市

が
誕

生
し
て
か
ら
も
機
会
あ
る
ご
と
に
合
併

の
話

し
あ
い

は

進

め

ら

れ
、
昭
和

三
二
年

三
月

一
三
日
県

知
事
の
合
併
勧
告

が
だ
さ
れ
た
。
そ
の
後
再

び

知
事
の
勧
告

が
だ
さ
れ
た
り
し

て
、
昭
和
四
〇
年
四
月

一
日
に

は
、

つ
い
に
西
春

近
村
も
伊

那
市

へ
編
入
さ
れ
た
。

し
か
し
、

そ
の
去
就

が
注
目

さ
れ
て
い
た
南
箕
輪
村

は
合
併
し
な

か
っ
た
。
住

民

の
代

表
一
八
五
名
に

よ
っ
て
研
究

も
な
さ
れ
た
が
、
伊
那
市
と

の
合
併

は
時
期

尚

早
と
い
う
意
向
と

な
っ
て
、
合
併

の
気
運
に

は
な
ら
な

か
っ
た
。
な

お
、
昭
和

三
六
年
六
月
二
八
日
に
は
住
民
の
世
論
調
査
も
な
さ
れ
た
が
、
合
併
の
機
運
が
現

わ
れ
ず
、
同
日
の
議
会
に
お
い
て
、
合
併
の
可
否
は
も
う
少
し
時
期
を
み
て
定
め

る
、
村
議
会
は
独
自
の
研
究
を
進
め
る
と
の
方
針
が
決
定
さ
れ
、
今
日
に
至
っ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
南
箕
輪
村
が
、
明
治
八
年
に
奇
し
く
も
旧
六
か
村
を
合
併
し
て

誕
生
し
て
以
来
現
在
ま
で
、

縮
少
（
分
離
）
も
な
く
、
拡
大
（
合
併
）
も
な

く
、

今
日
ま
で
続
い
て
い
る
の
は
、
県
下
で
も
珍
し
い
。
か
り
そ
め
の
合
併
で
あ
っ
た

か
に
見
え
た
南
箕
輪
村
は
生
活
圏
か
ら
み
て
も
規
模
か
ら
み
て
も
、
ゆ
る
が
な
い

適
正
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

村
の
基
本
構
想
策
定
の
た
め
、
昭
和
五
九
年
八
月
一
日
か
ら
の
村
民
世
論
調
査

の
結
果
に
よ
る
と
、
図
7
j
2
1の
よ
う
に
、
合
併
反
対
が
賛
成
を
二
倍
半
も
上
回

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
村
民
一
九
七
七
人
の
階
層
別
、
職
業
別
調
査
で
あ
っ
た
。

つ
い
で
に
町
制
施
行
の
可
否
の
結
果
は
図
7
j
2
2の
よ
う
で
、
村
の
ま
ま
で
い

き
た
い
者
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
商
工
業
者
に
は
町
制
施
行
希
望
が
多
い
。

図7-21　 合併への意見

銘7



第 ７章　新しい 南箕輪

町 制 施 行（内訳）

工 業 者

湖2八

商 業 者

（62 人 ）

農業 者

(3萌川

諸 階 層

(42Z 人)

図7-22　 町 制施行の意見調査

目
　

百
周

年

を

迎

え

た
村

政

南

箕

輪

村

が

成

立

し

た

の
は

、

明

治

八

年

二

月

一

八

日

で

、

昭

和

五

〇

年

が

一

〇

〇

周

年

に

あ

た

っ

た

。

村

で

は
議

会

・
教

育

委

員

会

―
区

長

会

・

学

校

・

商

工

会

・

農

業

委

員

会

・

Ｐ

Ｔ

Ａ

・
婦

人

会

・

青

年

会

等

の
代

表

に

よ

っ
て

「

記

念

行

事

計

画

実

行

委

員

」

を

構

成

し
ノ

記
念

行

事

に

つ

い

て
審

議

し

、

次

の
記

念

行

事

を

実

施

し

た

。

実

施

の

期

日

は

一

一
月

二

三

日

で

あ

っ

た

。

田

記
念
式
典
　

功
労
者

の
表
彰
・
村
花
（
き
く
）
村
木
（
赤
松
）
の
制
定
　

記
念
講
演

会

②
南
箕
輪
村
誌

の
編
纂
　

五
～
七
年
の
予
定

㈲
記
念
誌

の
発
行
『
村

の
百
年

の
あ
ゆ
み
』

㈹
記
念
文
化
祭
の
実
施
　

中
学
校
の
若

竹
祭
に
あ
わ
せ
て
行

な
う

㈲
記
念
植
樹
　

大
芝
村
有
林
の
一
隅
を
記
念

の
林
と
す
る

㈲
村
有
林
の
手
入
　
大
芝
へ
全
戸
一
名
参
加
し
、
一
斉
手
入
れ

⑦
社
会
体
育
館
の
建
設
　
中
学
校
校
舎
跡
地
に
来
年
度
建
設

㈲
村
内
花
い
っ
ぱ
い
運
動
　
各
戸
に
草
花
の
種
ふ
田
を
配
布
。

㈲
重
要
書
類
の
保
管
施
設
建
築

帥
航
空
写
真
の
作
成

㈲
中
学
校
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
の
充
実

な
お
、
昭
和
三
六
年
に
は
村
民
歌
が
決
定
し
、
同
四
四
年
に
は
村
報
第
一
号
が

発
刊
さ
れ
、
同
四
九
年
に
は
村
章
が
き
ま
り
、
同
五
一
年
に
は
村
文
化
財
第
一
号

薪
四
国
霊
場
）
が
指
定
さ
れ
、
村
誌
編
纂
委
員
会
が
発
足
し
て
い
る
。

聯
　
役
場
庁
舎
の
新
築

昭
和
五
五
年
八
月
着
工
、
竣
工
同
五
六
年
八
月
三
一
日
、
で
役
場
新
庁
舎
が
落

成
し
た
。

新
築
以
前
の
庁
舎
は
昭
和
八
牛
五
月
、
木
造
二
階
建
て
で
で
き
て
か
ら
五
〇
年

近
い
年
月
を
経
、
戦
前
、
戦
中
、
戦
後
を
通
じ
て
村
行
政
の
中
心
と
し
て
そ
の
使

命
を
果
た
し
て
き
た
。
当
時
の
職
員
数
は
一
五
人
く
ら
い
で
足
り
て
い
た
が
、
そ

の
後
村
民
要
望
の
多
様
と
行
政
需
要
の
増
大
、
行
政
事
務
量
の
増
加
に

と
も
な

い
、
七
一
人
の
職
員
数
に
増
加
し
て
き
た
。
大
小
一
五
回
に
わ
た
る
庁
舎
の
増
改

築
や
補
修
補
強
を
行
っ
て
き
た
が
、
事
務
能
率
の
低
下
や
支
障
、
外

来
者

の
不

便
、
駐
車
場
の
狭
さ
等
、
村
民
サ
ー
ビ
ス
に
事
欠
く
状
況
に
た
ち
至
っ
て
い
た
。

新
庁
舎
建
築
に
当
た
っ
て
第
一
に
敷
地
の
問
題
が
あ
っ
た
が
、
駐
車
場
は
八
幡

森
に
神
社
庁
の
許
可
を
得
て
造
成
し
、
敷
地
は
山
崎
家
の
土
地
の
割
譲
と
い
う
よ

う
な
協
力
に
よ
っ
て
、
南
箕
輪
村
四
八
二
五
の
一
番
地
に
決
定
し
た
。

総
工
費
七
億
円
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
地
下
一
階
、
地
上
三
階
、
延
べ
三
七

〇
八
。ｍ
の
新
庁
舎
の
概
要
は
、
次
の
表
７
１
一
1
1
1
1

一
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

こ
の
工
期
に
よ
っ
て
工
事
は
進
行
し
、
九
月
一
九
日
落
成
式
、
一
般
公
開
が
九

月
二
〇
日
、
庁
舎
移
転
は
九
月
二
五
日
か
ら
二
六
日
に
行
な
い
、
新
庁
舎
で
の
業

銘2



第 ２節　戦後の村政

表7-11　役場庁舎の工事概要

・ 工期

着工　昭和55年 ８月23 日

竣工　昭和56年 ８月31 日

命事業費内訳

本体工事　495,000,000 円

設備工事　124,000,000 円

電気工事　81,000,000 円

合　　 計　700,000,000 円

春工事開係者

設計監督　 ㈱城取建築設計事務所

本体工事

宮下 ・原・西部建設共同企業 体

設備工事　 エビ ヤ鉄工設備㈱

電気工事　新井電気工業 ㈱

南箕輪村4825－ 1 番地

敷地面積　10,306,00j

建築面積　1,694,85j

延床面積　3,708.26 ｊ

＠位置

魯面 積

＠構造　庁舎棟　鉄筋コ ンクリート　地下１階　地上 ３階

車　庫　鉄骨　１階

會　庫　鉄骨　１階

自転車置場　軽鉄　１階

＠各階面積(ｊ)

合 計

3,398.56

178.0

81.2

50.5

3,708.26

屋上

71.79

３階

641.6S

２階

654.71

地 階　　　 １階

645.23　1,385.15

178.0

81.2

50.5

棟

庫

庫

舎庁

車

兪

1,694.85　654.71　641.68　71.79

自転車置場

合　　　 計　645.23

務
開
始
は
九
月
二
八
日
（
月
）
か
ら
で
あ
っ
た
。

県
下

二
番
目
の
人
口
急
増
と
い
う
、
躍

進
す
る
南
箕
輪
村
に
ふ

さ
わ
し

い
新
庁

舎
が
み
ご
と
に
竣
工

し
た
。
こ
の
新
庁
舎

を
拠
点
と
し
て
村
政

の
改
革

進
展

を
村

民
一
同

が
期
待
し
て

い
る
。

凶
　

広
域
行
政
組
合

行

政
組
合
は
町
村
合

併
と
は
ち
が
っ
て
実
質
的
で

あ
る
。
地
方
公
共
団
体

の
事

務
の
一
部

を
共
同

処
理

す
る
た
め
に
設
け

ら
れ
、

そ
の
経
費

は
合
理
的
に
組
織
団

体
が
出
し
あ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。

当
地
域

で
は
す
で
に

の
べ
た
よ
う
に
、

昭
和

一
七
年
に
、

伊

那
町

・
西

春

近

村

・
東
春
近
村

・
富
県
村

・
美
篤
村
・
西
箕
輪
村
と

わ

が
南
箕
輪
村

で
、
「
上
伊

那
中
央
伝
染
病
院
組
合
」

が
結
成

さ
れ
て

い
た
。
（
昭
和
四
〇
年
解
散
、
伊
那
中
央
保

健
衛
生
組
合
と
な
亘

ま
た
、
戦
時
中
に
満
州
移
民

の
た
め
、
昭
和
一
七
年
三
月
五
日
「
富
貴
原

郷
開

拓
団
建
設
組
合
」
を
結
成
し

た
経
験
も
あ
る
。
こ
う
し
た
実
績
を
も
と
に
し
て
、

し
尿
処
理

の
組
合
が
で
き
た

。

１
　

伊
那
中
央
し
尿
処
理
組
合

昭
和
三
八
年
に
は
「
伊
那
中
央
し
尿
処
理
組
合
」
が
設
置

さ
れ
る
は
こ
び
と
な
っ

た
。南

箕
輪
村
・
伊

那
市

・
西

春
近
村
・
箕
輪
町

・
高
遠
町
・
長
谷
村
・
河
南
村

の

一
市

二
町

四
か
村
に
よ
る
共
同

し
尿

処
理

組
合

で
あ
る
。
す
で
に
農
村
で
も
し
尿

を
肥

料
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
使

わ
ず
、

各
家
庭
で

そ
の
処
理
に
苦
し

む
よ
う
に
な

っ
て

い
た
の
で
、

こ
の
施
設

は
村
民
に
喜

ば
れ
た
。
し

か
し
、
最
初

は
ト
ラ
ブ

ル

も
多
か
っ
た
。

昭
和
四
〇
年

コ

ー月
、
伊

那
中
央
保
健
衛

生
施
設
組
合
と
な
り
「
伊
那
中
央
衛

生
セ
ン
タ
ー
」

と
い
い
西
春
近
地
籍
に

あ
る
。
昭
和
五
三
年

か
ら
五
四
年
に
か
け

て
一
四
億
五
〇
〇
〇
万
円

を
か
け

て
大
改
修
工
事

を
し
て
、
処
理
能
力
が
一
一
二
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新しい南箕輪第7 章

回

か
ら
二
〇
〇
吋

に
強
化
さ
れ
た
。

な
お
、
し
尿

の
汲

み
取
り
は
市
内
の
四
業

者
に
委
託
し
て
地
区

割
り
で
行

な
っ

て

い
る
。

２
　

上
伊
那
地
域
広
域
行
政
事
務
組
合

「
上
伊
那
地
域
広
域
行
政
事
務
組
合
」
は
、
昭
和
四
四
年
四
月

の
自
治
省

の
「
広

域
市
町
村
圈
」

の
設
置
要
項
に
も
と
づ
く
も
の

で

あ

る
。

市
町

村
の
独
立
性
は

尊
重
し
な
が
ら
も
、
広
域
で
共
同
処
理
し
た
方
が
効
率
的
な
公
共
事
業
を
と
り
あ

げ
、
あ

わ
せ
て
過
疎
化

の
解
消
を
図
る
と

い
う
目
的
で
あ

っ
た
。

上
伊
那

の
全
市
町
村
二
市
四
町
四

か
村
け
、
昭
和
四
五
年
八
月
、
広
域
市
町
村

圈
協
議
会

を
結
成
し
、
翌
四
六
年
九
月
に
組
合
設
立

の
認
可
か
お
り
、
「
上
伊
那

地
域
広
域
行
政
組
合
」
と
し
て
発
足
し
た
。
（
本
村
で
は
四
六
年
八
月
議
決
）

同
組
合
が
共
同
処
理
し

た
事
務
は
、
当
初

の
郡
市
民
会
館
の
建
設
に
は
じ
ま

っ

て
、
次

の
よ
う
に
推
移
し

た
。

①
昭
和
四
七
年
七
月
、
郡
市
民
会
館

の
建
設
落
成
。

②
昭
和
五
二
年
八
月
、
広
域
水
道

の
水
源
調
査
を
横
川
・
沢
川
・
地
域
の
ダ
ム
建
設
適

否

の
調
査
を
続
け

た
結
果
、
沢
川
と
決
定
し
た
。
伊
那
市
・
駒
ヶ

根
市
・
箕
輪
町
・

宮
田
村
と
南
箕
輪
村

の
五
市
町
村

の
企
業
団
と
な
る
。
着
々
進
行
中
。

㈲
昭
和
五
二
年
一
〇
月
、
各
市
町
村

の
人
口
・
税
そ
の
他
の
電
算
事
務
を

Ｉ
括
処
理
す

る
た

め
「
情
報

セ
ン

タ
ー
」

の
開
設
を
す
る
。
（
伊
那
市
伊

那
部
）

0
0昭
和
五
三
年

コ

ー月
二
〇
日
、
全
域
の
「
伝
染
病
隔
離
病
舎
」
の
建
設
が
、
伊

那
市

中
央
病
院
敷
地
内
に
完
成
し

た
。

㈲
昭
和
五
四
年
四
月
、
「
食
肉

セ
ン
タ
ー
」
（
宮
田
村
中
越
）

の
管
理
を
は
し
め
る
。

㈲
昭
和
五
四
年
一
一
月
、
「
上
伊
那
病
院
群
輪
番
制
運
営
費
補
助
事
業
」
と
「
上
伊
那

視
聴
覚
ラ

イ
ブ
ラ
リ

ー
」

の
管
理
を
実
施
す

る
。

な

お
、

「
流

域

下

水

道

調

査

」

も

行

な

っ
た

が

、

実

施

は

各

ブ

ロ
ッ

ク

毎

の
建

設

に

傾

い

て

い

る

。

こ

の

ほ

か
赤

石

林

道

の
建

設

、

国

立

青

少

年

の
家

の
誘

致

な

ど
も
と

り
あ
げ

ら
れ
た
。

３
　

大
泉

所
山
砂
防
ダ

ム

昭
和
四
四
年
一
一
月
二
日
、
大
泉
所
砂
防
ダ

ム
の
起
工

式
が
行

な
わ
れ
た
。
現

地
に
県
会
議
員
、
建
設
事
務
所
、
村
会
議
員
、
村
理
事
者
等
関
係
者
三
七
名

が
出

席
し

て
鍬
入

れ
を
行

な
っ
た
。

こ

の
砂
防
ダ

ム
は
本
堤
防
と
副
堤
防
と
よ
り
な
っ
て

い
る
。

貯 体 横 高

や　 ｽﾞﾐ

量 積 さ さ

／

一
四 三　 一
一 四　 五
〇 〇 四 ・
〇 〇 二 五
m3 m3　nl　m

本

堤

防

一一
八 七 ∧

二　 参　 ●
○ 二 〇

ｍ３　ｍ　 ｍ

副

堤
防

昭

和

四

六
年

完

成

し

、

事

業

費

は

一
億

四

〇

〇

〇

万

円

、

国

、
県

費

で

で

き

た

。

ダ

ム
建

設

に

よ

っ

て
、

次

の

よ
う

な

「
覚

書

」

が

と

り

か

わ
さ

れ

た

。

覚
　

書

大
泉
所
山
砂
防
ダ

ム
築
造
に
当
た
り
、
関
係
市
町
村
及
び
水
利
関
係
者
は
下

記
条
項
を

確
認
し
承
諾
し

た
。

記

第
一
条
　

こ

の
覚
書

の
対
象
と
な

る
水
没
地

の
位
置
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

左
岸
　

南
箕
輪
村
字
大
泉
所
山
二
三
五

七
番

の
六

大
萱

生
産
森
林
組
合
所
有

右
岸
　

南
箕
輪
村
字
大
泉
所
山
二
三
五
七
番

の
三

南
箕
輪
村
所
有

第
二
条
　

砂
防
ダ

ム
完
成
後
に
お
け

る
水
資
源

の
活
用
に

つ
い
て
は
、
慣
行
に
よ
る
現

在

の
使
用
水
利
権

は
尊
重
し
、
そ

の
他

は
関
係
市
町
村
で
計
画
し
た
地
域
開
発
の
だ

め
の
生
活
用
水
、

産
業
振
興
等

の
用
水
に
充
て

る
も

の
と
し
、
水
利
権
者
と
談
合
の

上
決
定

す
る
も

の
と
す

る
。

8 混



第２節　戦後の村政

昭
和
四
五
年
八
月
五
日

南
箕
輪
村
大

泉
区
長

伊

那
市
西
箕
輪
吹
上
区
長

″
　
　

″
大

泉
新
田
区
長

箕
輪
町
中
曽
根
区
長

″

富
ｍ

区
大
泉
所
年
番

伊

那
市
長

箕
輪
町
長

南
箕
輪
村
長

唐

沢
今
朝
範

有
賀
茂
安

清
水
文
雄

大
槻
忠
治

白
鳥
東
洋
一

三
沢
功
博

碓
田
重
人

木
ノ
島
新
一

こ

れ
に

よ
る
と
、
こ

の
ダ

ム
慣
行
水
利

権
者
は
、
大

泉
と
大

泉
新
田

、
吹
上
、

富
田
、
中
曽
根

の
五

加
井
組
で
あ
る
。
こ
の
慣
行

水
利

権
に
つ

い
て
は
「
水
を
求

め
て
」

の
項
に
記
し

て
あ
る
。

４
　

行

政
事
務
の
近
代
化
（
電
算
）

図7-23　 上伊那電算情報センター

増
え
つ
づ
け
る
行
政
事
務
に

対
処
す
る
た
め
、
郡
域
内
二
市

四
町
四
か
村
で
構
成
し
て
い
る

広
域
行
政
事
務
組
合
で
は
、
昭

和
四
八
年
よ
り
研
究
・
検
討
を

加
え
た
結
果
、
今
後
の
行
政
事

務
の
能
率
化
・
住
民
福
祉
の
向

上
を
確
保
し
て
い
く
に
は
、
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
利
用
な
し
で
は

考
え
ら
れ
な
い
と
の
結
論
に
達

し
た
。
そ
し
て
組
合
の
正
式
な

決
定
機
関
で
郡
下
各
市
町
村
が

共
同
で
導
入
利
用
す
る
こ
と
に

な

っ
た

。

そ

の
後

、

ど

ん

な
形

で
利

用

し

た

ら
最

も
効

率

的

・
経

済

的

な
運

営

が

で

き

る

か

を

検

討

し

た

結

果

、

究

極

的

に

は

「

人

」

に
関

す

る

情
報

と

い

う

こ

と

に

な

り

、
「
住

民

記

録

」
（
住
民
基
本
台
帳
）
の
電

算

化

を
中

心

に

業

務

を

進

め

て

き

た

。

住

民

基

本

台

帳
業

務

の

コ

ン

ピ

ュ
ー

タ

ー
に

記

憶

さ

せ

る
項

目

は
、

住
所

・
氏
名
・
生
年
月
日

・
性
別

・
続
柄

・
住
所

を
定

め
た
年
月
日
・
転

出

入

年

月

日

・
国

保
関
係

’
国
民
年
金
関
係

・
児
童
・
福
祉
手
当
関
係
・
身
障
・
社
会
福
祉
・
公

費
・
医
療
・
選
挙
事
項
等
。

で

あ

っ

た

。

こ

れ

ら
電

算

事

務

処

理

に

よ
り

、

生

活

課

の
窓

口

事

務

を

Ｉ
か
所

で

受

け

付

け

総
合

窓

口
と

し

て
集

中

管

理

し

、

村

民

へ

の
サ

ー

ビ

ス
に

な

っ

た

。

こ

の
上

伊

那

電

算

情

報

セ

ン

タ

ー

は
昭

和

五

二

年

九

月

に

旧

上

農

高

校

敷

地

跡

に

完

成

し

、

翌

五

三

年

一
月

稼

動

し

た

。

銘5



第 ７章　新しい南箕輪

第
三
節
　
農
業
経
営
の
変
革

一
　

農

地

改

革

Ｈ
　
農
地
改
革
の
経
緯

１
　
太
平
洋
戦
争
戦
時
下
の
農
業
政
策

戦
時
下
に
お
け
る
食
糧
確
保
は
、
至
上
命
題
と
し
て
農
民
に
課
せ
ら
れ
た
。
四

面
を
海
に
囲
ま
れ
た
日
本
は
、
戦
時
下
に
は
食
糧
を
外
国
に
依
存
し
輸
入
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
。
ま
し
て
軍
需
産
業
に
国
力
を
傾
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
き
な

の

で
、
そ
れ
を
支
え
る
食
糧
の
増
産
は
急
務
で
あ
っ
た
。
我
が
国
は
世
界
的
に
み
て

非
常
に
高
い
反
当
収
穫
量
を
も
っ
て
い
た
が
、
戦
時
中
農
産
物
の
供
出
割
当
て
と

い
う
形
で
そ
の
生
産
力
の
維
持
が
図
ら
れ
て
き
た
。
け
れ
ど
も
そ
の
高
い
反
当
収

量
を
維
持
す
る
に
必
要
な
労
働
力
が
、
戦
争
の
熾
烈
化
に
と
も
な
っ
て
、
軍
人
と

し
て
の
出
征
や
軍
需
工
場
へ
の
徴
用
と
し
て
と
ら
れ
、
農
村
は
人
手
不
足
が
深
刻

と
な
っ
で
き
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
肥
料
が
極
度
に
不
足
し
て
き
た
。
化
学
肥
料

は
配
給
で
ご
く
わ
ず
か
に
手
に
入
る
だ
け
で
農
民
は
、
山
か
ら
落
葉
や
雑
木
の
葉

の
つ
い
た
「
刈
り
し
き
」
を
と
っ
た
り
、
土
手
草
で
堆
肥
を
積
ん
で
肥
料
に
し
た

り
、
田
の
裏
作
に
レ
ン
グ
草
を
作
っ
た
り
し
た
。
す
こ
し
手
の
あ
る
家
で
家
畜
の

縦
肥
が
あ
れ
ば
上
々
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
処
し
必
要
量
を
確
保
す
る
た
め
政
府
は
食
糧
増
産
と
供

出
お
よ
び
配
給
に
厳
重
な
国
家
管
理
を
行
な
っ
た
。
そ
し
て
法
令
で
そ
れ
を
定
め

て
い
っ
た
。

小
作
料
統
制
令
（
昭
和
一
四
年
）

臨
時
農
地
価
格
統
制
令
（
昭
和
一
六
年
）

農
地
開
発
法
（
昭
和
一
六
年
）

臨
時
農
地
等
管
理
令
（
昭
和
一
六
年
）

農
地
作
付

統
制
規
則

（
昭
和

二
（

年
）

農
業

生
産
統
制
令

（
昭
和

二
（

年
）

食
糧
管

理
法

（
昭

和
一
七
年
）

こ

の

よ

う

に
矢

つ

ぎ

ば
や

に

出

さ

れ

た
法

令

に

よ

る
戦

時

農

業

政

策

の

展

開

は

、
耕

作

農

民

の
意

欲

を
高

め

る
方

向

に

進

め
ら

れ
、

こ

の
方

向

は
戦

後

も

引

き

継

が

れ

る

こ

と
に

な

り
、

幾

多

の
矛

盾

や

問

題

を

か

か
え

な

が

ら

進

行

し

て

い

っ

た

。

こ

と
に

、

労

働

力

の
不

足

は

一

方

で

は
耕

作

の
放

棄

と

な

っ

て
表

わ

れ

た

が
、

働

き

手

を
軍

隊
に

と

ら

れ

た

が

ゆ
え

に

、

止

む
な

く
耕

作

地

を
縮

少

せ

ざ
る

を
得

な

く

な

っ

た
家

庭

が
多

く
に

の
ぼ

っ

て

い

た

。

ま

た
、

食

糧

の
統

制

に

よ

っ

て
、

闇

価

格

が

生

ま

れ

て
異

常

に
高

騰

し

、

小

作

料

は
金

納

化

と

同

時

に

著

し

く

低

く
定

め

ら

れ

る

こ

と
に

な

っ

た

。

ま

た
、

配

給

食

糧

の
不

足

を

補

お
う

と

狭

小

な
農

耕

地

を

あ

さ

っ

て
農

地

は
極

度

に

細

分

化

さ

れ
、

小

規

模

兼

業

農

家

が

激

増

し

た

。

２
　

戦

後

の

農
地

改
革

昭

和

二
〇

年

（
一
九
四
五
）
太

平

洋

戦

争

は
終

結

し

た

。

ア

メ
リ

カ

の

日

本

占

領

政

策

が

五
項

目

で
示

さ

れ

た

。

そ

の
社

会

秩

序

の
民

主

的

改

革

に

関

す

る

五

項

目

の

一

つ
に

「
日

本

の
産

業

機

構

の
民

主

化

」

と

い
う

項

か

お

り

、

そ

れ

に

よ

っ

て
土

地

の
所

有

形

態

が
、

非

常

な

変

革

の
渦

に

ま
き

こ

ま

れ

て

い

っ

た

。

昭

和

二
〇

年

一

一
月

二

二
日

、

閣

議

に

お

い

て
農

地

調

整

法

の
大

改

革

が

決

定

さ

れ

た

。

そ

れ

は
、

健

全

な
農

家

の
育

成

に

よ

り
、

農

業

生

産

力

の
発

展

を

図

る

こ

と

は
、

食

糧

生

産
確

保

の
要

諦

で

あ

る

ば

か

り
で

な

く

、

日

本

再

建

の
基

盤

で

あ

る

か

ら
、

自

作

農

創

設

の
強

化

、

小

作

料

の
金

納

化

な

ど

の
措

置

に

よ

っ
て

、

農

業

の

停
滞

の
要

因

で

あ

っ

た
農

地

制

度

を

根

本

的

に

改

革

す

る

と

い

う

趣

旨

の
、

第

一
次

農

地

改

革

案

で

あ

っ

た

。

そ

の
内

容

は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’、

田
　

自
作
農
を
今
後
五

か
年
以
内
に
広
汎
に
創
設
す
る
た
め
、
在
村
地
主
の
所

有
地
五

詔G



第３節　農業経営の変革

町
歩
を
超
え
る
も
の
、
お
よ
び
不

在
地
主
の
農
地
を
小
作
農
に
解
放

し
、
そ
の
対

価
は
必
要
に
応
じ
て
年

賦
償
還
と
す
る
こ
と
。

○
　

小
作
料
を
金
納
化
し
、
こ
れ
を
統
制
し
て
い
く
こ
と
。

‘
　㈲
　

市
町
村
農
地
委
員
会
を
階
層
別
選
挙
に
よ
る
強
力
な
も

の
と
す
る
こ
と
。

こ

の
三

項

目

が

主

な

も

の
で

あ

っ
た

。

こ

れ

に

対

し

て

国

会

に

お

い
て

強

力

な
反

対

が

あ

っ

て

、

一

時

は

農

地

改
革

が

不

成

立

に

終

わ

る

の

で

は

な

い

か

と

い

う
形

勢

も
見

え

た

。

し

か

し
、

連

合

軍

総

司

令

部

の

「

農

地

改
革

に
関

す

る
覚

書
」

が
発

せ

ら

れ

る

こ

と
に

よ

っ

て
審

議

を

進

め

ざ

る

を

得

な

く

な

り
、

一
部

を

修
正

し

て
、

昭

和

二
〇

年

コ

ー月

一

八
日

、

よ

う

や

く

改
正

農

地

調
整

法

が
成

立
し

た

。

そ
し

て
翌

年

二
月

一
日

施

行

と

な

っ

た

が
、

占

領

諸

国

に

も

国

内

の
農

民

組

合

か
ら

も

大

き

な

不

満

が

あ

っ
て

、

よ

り

徹

底

し

た
改

革

が
望

ま

れ
、

必

然

的

に

第

二

次

農

地

改

革

へ
と

勣

い
て

い

っ

た

の

で

あ

る

。

昭

和

二

一
年

六
月

一

七
日

、

連

合

国

の
対

日

理

事

会

は

、

占

領

各

国

か
ら

出

さ

れ

た
農

地

改

革

案

の
う

ち

、

英

国

案

を
骨

子

と

す

る

勧

告

案

を

作

成

し

た

。

日

本

政

府

の
第

二

次

長

地

改

革

案

は

、

こ

れ
に

基

づ

い
て

具

体

化

さ

れ

、

農

地

調

整

法

の
再

改

正

と

自

作

農

創

設

特

別

措

泄

法

の
二

本

立

て

と

し

て

法

制
化

さ

れ

た

。

そ

の
内

容

は
お

よ

そ

次

の
よ

う

で

あ

る

。

①
　

在
村
地
主
の
小
作
地
保
有
限
度
を
一
町
歩

と
す
る
。

㈲
　

不
在
地
主

の
所
有
す
る
小
作
地
全
部

と
、
在
村
地

主
の
所
有

す
る
一
町
歩

を
超
え

る
小
作
地
と
は
、
小
作
農
が
買

い
受

け
を
希
望

す
る
と
否

と
に

か
か
わ
ら

ず
政
府

が
買
収
し
、
そ
の
う
え
で
小
作
農
に
売
り
渡

す
。

○
　

自
作
農
創
設
の
期

間
を
昭

和
二
三
年
末

ま
で

の
二

か
年
間

と
す
る
。

圃
　

開
墾
可

能
な
未
墾
地
も
政
府
が
買
収

・
開
発
を
行

な
い
、
自
作
農
を
創
設
す

る
。

㈲
　

市
町
村
農
地
委
員

会
の
構
成

を
、
小
作
五
・
自
作
一
丁

地
主
三
に
改
め
、
選
挙
権

を
成
年
者
農
民
全
員
に
拡
大

す
る
。

㈲
　

小
作
料

の
金
納
化
と
、
そ
の
鏝

高
額

を
設
定

す
る
。

⑦
　
小

作
契
約

に
つ
い
て

は
、
口
頭
契
約
を
廃
し
て
証
書
契
約
と
す

る
。

㈲
　
農
地
に
対

す
る
統
制

は
い
っ
そ
う
強
化
し
、
所
有
権
・
耕
作
権

の
移
転
を
許
可

制

と

す
る
。

昭

和

二

一
年

八
月

一
四

日

、

マ

ッ

カ

ー
サ

ー
元

帥

の
声

明

に

よ

っ
て

、

二

つ

の

法

案

は
九

月

七
日

国

会

に

提

出

、

一

〇

月

一

〇

日

無

修

正

で

両

院

を

通

過

成

立

し

た

。
そ

し

て

、

両

法

案

は
そ

の
月

と

翌

月

に

公

布

、

一

か

月

後

に

施

行

と

な

っ

た

。

こ

れ

に

よ

っ
て

、
市

町
村

農

地

委
員

の

選

挙

が
同

年

一

二

月

二
〇

日

一
斉

に

行

な

わ

れ

、

農

地

に
関

す

る
大

改
革

が
始

め

ら

れ

た

の

で

あ

る

。

≒
　

南

箕

輪

に

お

け

る

農
地

改

革

南

箕

輪

村

に

お

い

て

も
国

会

で

成

立
し

た
改

正

農

地

調

整

法

と

自

作

農

創

設

特

別

措

置

法

に

も
と

づ

い

て
、

南

箕

輪

村

農

地

委

員

の
選

任

が

行

な

わ

れ
、

実

質

的

な
農

地
改

革

へ

の

と

り
組

み

が
始

ま

っ

た

。

１
　

農
地

の
買

収

①
　

解
放

農
地

の

規

定

自

作

農

創

設

特

別

措

置

法

で

は

、

第

三

条

に

よ

っ
て

次

の
農

地

を

国

に

買

収

す

る
と

規

定

し

た

。

①
不
在
地
主

の
所
有
す

る
小
作
地

②
在
村
地
主

の
保
有
限
度
を
超
え
る
小
作
地

③
在
村
耕
作
地
主

の
経
営
限
度
を
超
え
る
小
作
地

在

村

地

主

の

小

作

地

保

有
限

度

面

積

は
、

全
国

平

均

で

は

一
町

歩

で

あ

る

が
、

各

府

県

の

一

戸

当

た

り

の

耕

作

面
積

と
経

営
面

積

に

よ

っ

て
差

が

っ

け

ら

れ
、

長

野

県

で

は
平

均

を

八
反

歩

と
規

定

し

た

。
更

に

そ

れ

が
、

五

反

地

区

・

六
反

地

区

・

七
反

地

区

・

八
反

地

区

・

九
反

地

区

の

五
区

域

に

分

け

ら

れ

た

。
上

伊

那

郡

は

六
反

地

区

と

七
反

地

区

と
決

め

ら

れ

た

が
、

南

箕

輪

村

は
農

村

で

耕

地

も

広

い

の

で
、

七
反

地

区

と

な

っ

た

。

つ

ま

り
、

南

箕

輪

村

在

住

の
地

主

は
、

七
反

歩

以

8 腔
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下
の
小
作
地
は
今
後
も
持
つ
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
以
上
の
小
作
地
は
解
放
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
耕
作
地
主
の
経
営
限
度
面
積
は
、
全
国
平
均
が
三
町
歩
、
長
野
県
が
二

町
六
反
で
あ
っ
た
。
上
伊
那
郡
は
一
町
八
反
か
二
町
三
反
と
決
め
ら
れ
た
が
、
南

箕
輪
村
は
二
町
三
反
で
あ
っ
た
。

②

買

収

計

画

南
箕
輪
村
農
地
委
員
会
で
は
、
買
収
計
画
樹
立
の
基
礎
資
料
を
作
成
す

る
た

め
、
昭
和
二
二
年
一
月
一
四
日
公
布
の
農
林
省
令
第
二
号
農
地
調
査
規
則
に

よ

り
、
昭
和
二
二
年
二
月
一
日
現
在
で
、
各
部
落
の
農
地
票
を
調
製
し
た
。
各
地
主

か
ら
記
載
し
て
も
ら
っ
て
提
出
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
し
、
補
助
員
に
よ
っ
て
調
査

記
載
し
て
提
出
し
た
部
落
も
あ
る
。
こ
の
農
地
票
の
提
出
に
よ
っ
て
、
自
作
農
創

設
特
別
措
置
法
の
主
旨
が
徹
底
さ
れ
、
地
主
の
中
に
も
農
地
解
放
も
ま
た
止
む
な

し
と
す
る
心
構
え
が
生
じ
て
き
た
。

不
在
地
主
の
小
作
地
お
よ
び
在
村
地
主
の
保
有
限
度
を
超
え
る
面
積
や
経
営
限

度
を
超
え
る
も
の
は
、
村
農
地
委
員
会
に
よ
っ
て
買
収
計
画
が
樹
て
ら
れ
た
。
農

地
委
員
会
か
ら
は
、
委
員
会
が
土
地
台
帳
か
ら
調
べ
出
し
た
も
の
と
各
地
主
か
ら

提
出
さ
れ
た
農
地
票
に
よ
っ
て
、
各
地
主
に
解
放
す
べ
き
面
積
が
示
達
さ
れ
た
。

各
地
主
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
解
放
す
べ
き
土
地
を
一
筆
ご
と
に
書
き
出
し
て
、
農

地
委
員
会
に
提
出
し
た
。

太
平
洋
戦
争
後
、
国
内
の
富
裕
者
か
ら
徴
収
し
た
財
産
税
ま
た
は
戦
時
補
償
特

別
税
に
土
地
の
物
納
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
税
務
署
か
ら
連
絡
が
あ
り
、
物

納
許
可
農
地
と
し
て
大
蔵
省
か
ら
の
管
理
換
え
の
手
続
き
を
す
る
こ
と
に

よ
っ

て
、
こ
れ
ら
は
、
急
速
に
解
放
農
地
の
中
に
含
ま
れ
て
い
っ
た
。

村
農
地
委
員
会
で
は
、
提
出
さ
れ
た
農
地
票
や
不
在
地
主
の
農
地
な
ど
を
整
理

し
て
買
収
計
画
を
樹
て
た
。
樹
立
さ
れ
た
計
画
は
公
告
し
縦
覧
に
供
し
た
後
、
県

の
農
地
委
員
会
に
送
付
さ
れ
、
そ
の
承
認
を
受
け
た
後
、
県
知
事
の
地
主
に
対
す

る
買
収
令
書
に
よ

っ
て
買
収
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

南
箕
輪
村
に

お
け
る
一
町
歩
以

上
解
放
し
た
在
村

地
主
は
表
７
－
1
2
の
よ
う
で

あ
る
。

表
７
－
1
2
　一
町
歩
以
上
の
開
放
在
村
地
主
数

六 五 四 三
ニ ー

町 町 町 町 町 町
Ｓ　Ｓ　Ｓ　Ｓ　Ｓ　Ｓ

七 六 五
四 三 二

町 町 町 町 町 町

μ// μyyj4 よ

解

放

面

積

一 一

三 一 二
四 一 八

μ　μ　μ　リ　μ　人

地

主
数

合

計

一
〇 九 八 七

町 町 町 町
以 ∫ Ｓ Ｓ

上 一 九 八
〇 町 町
町　　 未

リ　μ 満

解

放

面

積

四
一一
//

－ ○ 二 〇

μ　μ　μ　人

地

主
数

南

箕

輪

に

お

け

農

地

買

収

計

画

実

施

状
況

は

表
７
－
1
3
の

よ

う

で

あ

る

。

㈲
　

南

箕

輪

に

お

け

る

農

地

買

収

買

収

は

と

り

あ

え

ず

問

題

の

少

な

い
不

在

地

主

所

有

の

小

作

地

か

ら
始

め

ら

れ

た

。

第

一

号

を

例

に

と

る

と

、

基

礎

調

査

年

月

日

、

昭

和

二

二

年

二

月

一

一

日

。

計

画

樹

立

年

月

日

、

同

年

六

月

八

日

。

縦

覧

年

月

日

、

同

六

月

九

日

か

ら

六

月

二

〇

日

。
買

収

の
時

期

、

昭

和

二

三

年

三

月

二

日

と

な

っ
て

い
る

。

長

野

県

農

地

委

員

会

の
承

認

は
同

三

月

二

日

で

あ

る

。

県

農

地

委

員

会

で

は

、

各

市

町

村

か

ら

提

出

さ

れ

る
買

収

計

画

の
処

理

に

追

わ

れ
、

早

く

提

出

さ

れ

た

も

の
で

も

遅

く

処

理

さ

れ

る

と

い

う
、

書

類

山

積

の
状

態

が
続

い

た
。

こ

の

よ

う

な
時

、

昭

和

二

三

年

一
月

長

野

県

庁

の
火

災

か

お

り

、

農

地

改

革

に

関

す

る
書

類

の
大

半

が

焼

失

し

た

。
昭

和

二

三

年

二

月

一

九

日

付

け

上

伊

那

地

方

事

務

所
長

の
通

知

は

次

の

よ

う

な
内

容

の
も

の
で

あ

る

。

農
地
関
係
焼
失

書
類
の
整
備
に
要

す
る
諸

費
に
つ
い
て

（
前
略
）
農
地
改
革
関
係
書
類
は
全
部

焼
失

し
た
の
で
、
再
調

を
急
務

と
す

る
た

め
、

そ

の
事
務
を
各
町
村
農
地
委
員
会
に
お
願
い
し
た
い
。
（
中
略
）

そ
の
た
め
の
書
記
手

詔8
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表7-13　農地買収の計画実施状況

号 期　 日 田 畑 宅　地 採草地 建　物 買　収　対　象　地　主

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

年　月　
日

22.6.8

22.7.28

22.10.1

22.6.8

22.10.28

22.10.18

22.11.8

22.10.18

22.10.18

22.1L　8

22.1L　8

22.11.8

22.12.10

23.L　8

23.6.15

23.11.10

24.6.1

24.9.1

24.1L　2

25.1.30

25.7.2

25.12.2

26.2.8

26.6.5

26.10.20

27.3.15

27.4.10

反　畝　歩
47.115

30.407

116.212

104.911

41.206

71.515

不　明

57.907

270.811

45.104

357.623

741.016

171.029

113.028

160.427

283.517

170.804

65.315

3.129

15.006

44.726

31.006

6.807

16.020

7.621

13.928

29.912

－

反　畝　歩.123

17.414

80.528

12.923

6.503

22,524

34.204

45.026

19.523

103.928

179.616

51.400

39.722

62.927

658.521

159.705

34.300

244.609

26.114

18.916

14.124

4.725

8.018

2.523

10.915

.216

5.118

坪

坪
440.96

1089.00

18936.66

1260.95

898.44

1117.51

938.4

173.60

168.00

反　畝　歩

反 畝 歩
80 2 24

9.1 17

1.7 03

7.100

1.120

7.0 00

2.2 00

5.0 00

2.5 26

.0 29

坪

坪
1675

38.5

98.5

不在地主２人

不在地主22人

区有

不在地主25人

村外および不耕作地主16人

個人共 有33人

不在地主28人

伊那 町不 在地主73人

西箕輪村不耕作地主24人

村有・共有10件

在村地主85人

在村地主21人

不在地主13人 社寺６

在村 地主50人 共有３

不 在26人　在村65人　社寺 １　区有 １

不 在21人　社寺２　区有３

在村81人　個人共有８

在村158人 不在18人　区共有７ 共 有３

在村148人　不在16人　社寺 １
個人共有 ８

社寺１　 個人共有３　在村107人
区共有 １

在村32人　区共有 ２　伊那電 鉄１

在村36人　ｲ固人共有２

在村44人　不在 ４人

在村12人

在村18人

在村13人　農林省３

在村16人　区共有１

在村３人　区共有 ２

在村３人　区共有１

当
、
金
二
八
五
六
円
（
南
箕
輪
村
分
）

（
役
場
文
書
）

表
7
1
1
3
で
は
こ
の
ほ
か
に
、
社
寺
所
有
の

土
地
や
区

の
共
有
地
も
解
政
の
対
象
と
し
て

い

る
こ
と
が

わ
か
る

。
各
区
で
は
、
そ
の
時
の
区

役
員

の
個
人
名
と
し
て
保
有
し

た
と
こ
ろ
も
あ

る
し
、
小
作
者

の
同
意
が
得
ら
れ
ず
、
小
作
者

個
人
に
解
放
と
な

っ
た
と
こ

ろ
も
あ
る

。
宅
地

や
採
草
地

が
田
畑

よ
り
遅

れ
て
解
放

の
対
象
と

な
っ
た
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
自

作
農
創
設
特
別
措
置
法

の
第
一
玉
条
に

よ
る
農

業
用
付

随
施
設

と
し
て
の
買
収
で

あ
っ
た
。
こ

の
宅
地
解
放

は
、
赤
穂
約
四
万

七
〇
〇
〇
坪

中
箕
輪
約
四

万
四
〇
〇
〇
坪
　

南
箕
輪
約

二
万

五
〇
〇
〇

坪
で
上
伊

那
郡

で
は
三
番

め
に
多

い

坪
数
で
あ

っ
た
。

牧
野
の
買
収
に
つ
い
て
は
、

最
初
は
格
別

の

法
的
措
置
は
と
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
が
、
耕
作

者

の
地
位
安
定
の
た
め
、
家
畜
の
飼
料

あ
る
い

は
肥
料
源
と
し
て
農
業
経
営
に
密
着
す
る
牧

野

の
解
放
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
昭
和
二
二
年

コ

ー

月
一
六
日
施
行

の
法
改
正
に
よ

っ
て
、
農
地
と

同
様
に
強
力
な
買
収
が
さ
れ
る
よ

う

に

な

っ

た
。
南
箕
輪
村
で
は
、
大
芝
原
・

北

原

・

南

原

・
中
野
原
な

ど
の
村
有
林
・
区
有
林
・
個
人

有
林
が
そ
の
対
象

と
な
っ
た
。

銘 夕
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(昭和22.12.2現在)表7-14　買収計画の達成率

部　落　名
買 収 該 当
地主の人員

解放すべき農地面積
昭和22. 12, 2 までの
買　 収　 面　 積

買 収 未 了 面 積 達 成 率

久　　　 保

塩　ノ　井

大　　　 泉

北　　　 殿

南　　　 殿

田　　　 畑

神　子　柴

沢　　　 尻

19

14

25

14

13

12

16

6

反　畝　歩
183.4.13

163.5.08

463.5.03

363.9.03

223.1.22

156.2.21

97.5.03

47.7.07

反 畝 歩
133.0.22

87.0.27

315.7.27

245.5.29

189.0.24

125.6.17

63.9.27

19.7.15

反　畝　歩
50.3.21

76.4.11

147.7.06

118.3.04

34.0.28

30.6.04

33.5.06

27.9.22

72.5％

53.2

68.]ﾝ

67.4

84.7

80.4

65.5

41.3

計 119 1699.0.20 1180.0.08 519.0.12 69.5

(昭 和22.12.2 現在)表7-15　 部落別面積別の農地解放者数

部　落　名 ５反 未満 ５反～１町 １町 ～２町 ２町～３町 ３町～４町 ４町～ ５町 ５町以上

久　　　 保

塩　ノ　井

大　　　 泉

北　　　 殿

南　　　 殿

田　　　 畑

神　子　柴

沢　　　 尻

１０

４

６

５

４

２

８

２

４

４

８

２

３

５

４

３

２

３

４

４

３

３

４

０

１

２

４

０

１

０

０

１

１

１

０

１

０

１

０

０

０

０

０

０

１

１

０

０

１

０

３

２

１

０

０

０

計 41 33 23 ９ ４ ２ ７

％ 34.4％ 27.7 19.3 7.6 3.4 1.7 5.9

社

寺

有

の
農

地

に

つ

い

て

は
、

二

三

年

一
月

七
日

付

け

で

出

さ

れ

た
村

農

地

委
員

会

の
通

知

に

次

の

よ
う

に

あ

る
。

今
般

農
林
次
官
通
達
に
因

っ
て
、
社
寺
有
農
地

の
七
反
歩
保
有

の
扱
い

は
認
め
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
か
ら
、
之
が
政
府
買

い
上
げ
計
画
に
資

す
る
た
め
、
別
紙
調

書
御
記
入

の
上
、
一
月
二

十
日
限
り
御
提
出
下
さ

れ
度
く
御
依
頼

す
る
。

（
役
場
文
書
）

買

収

計

画

は

表
7
1
1
3

の

よ

う
に

お

く

れ

て

入

っ

た
も

の

の
、

比

較

的
順

調

に

進

め

ら

れ

た

。
昭

和

二

二
年

コ

ー月

二

日

現

在

の

表
7
1
1
4

で

は

、

六

九

・

五
％

の
達

成

率

を
示

し

て

い

る

。

表
７
－
1
4
は

、

在

村

地

主

の

買

収
計

画

で

あ

る

と

思

わ

れ

る

が

、

昭

和

二

二

年

の
暮

に

、

既

に

こ

の

進
捗

率

で

あ

っ

た

。
個

人

の
財

産

を

強

制

的

に

買

収

す

る

の

で

あ

る

か

ら
、

相

当

に

困

難

な

問

題

が

山

積

し

た

の

で

あ

る

が
、

連

合

軍

総

司

令

部

の
指

示

で

も

あ

り

、

敗

戦

と

い
う

現

実

の
中

で
、

国

家

の

た

め
に

は
仕

方

が
な

い
ん

だ

と

い
う

戦

時
中

か

ら

の
意

識

も

手
伝

っ

て
、

順

調
に

進

め

ら

れ

て

い

っ
た

。

こ

の

表

で

み

る

と
南

殿

、

田

畑

の
達

成

率

が
高

い

の
は

、

所

有

小

作

地

二

〇

余
町

歩

を
自

発

的

に

解

放

し

、

自

作

農

創

設

に

貢

献

し

た

地

主

側

農

地

委
員

が

お

っ

た

た

め

で

あ

る

。

表
7
1
1
4

で

み

て

も

わ

か

る

よ

う
に

、

大

泉

は
耕

地

面

積

も

広

く

、

解

放

農

地

も

ま

た

広

い
。

買

収
該

当

の
地

主

の

人
員

も

ま

た

多

い
。

西
天

地
区

の
田

の

解

放

が
多

か

っ

た

た

め

と
思

わ

れ

る

。

㈲
　

農

地

買

収

に

と

も

な

う

問

題

西
天

地
区

の
田

は

、

昭
和

の

初
年

に

開

田

さ

れ

た
と

こ

ろ
で

あ

っ
て

、

借

入

金

に

よ

っ
て

工

事

が
行

な

わ

れ

た

。

そ

の
借

入

金

の

返

済

が

一

七

年

間

と

い
う

の

が
、

戦

時

お

よ

び
戦

後

の
米

価

の
急

8凹
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激
な
高
騰
そ

の
他

の
関
係
で
一
括
支
払

い
と
な

っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
収
穫
未
の
一

部
を
差
額
米
と
し
て
小
作
者
が
西
天
龍
耕
地
整
理
組
合
に
納
め
て
い
て
、
そ
れ
で

借
入
金
の
返
済
を
賄

っ
て

い
た
が
、
一
括
支
払
金
は
全
部
が
所
有
者
で
あ
る
地
主

の
と
こ
ろ
へ
か
か

っ
て
き
た
。
四
方
八
方
金
策
を
工
面

し
て
や
っ
と
借

入
金
を
支

払

っ
た
と
こ
ろ
へ
、
こ
の
農
地
解
放
で
あ
る
。
踏
ん
だ
り
け
っ
た
り
と
い
う
実
感

を
味

わ
っ
た
地
主
が
多
か

っ
た
に
ち
が

い
な
い
。

表
7
1
1
5
は
表
７
－
1
4
と
同
様

に
農
地
改
革

初
期

の
集
計

で
あ
っ
て
、

そ
の
後

さ
ら
に
零

細
な
土

地
解
放

が
行

な
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
、
五
反
歩
未

満
の
解
放
地
主
が
全
体

の
三
四

・
四
％

、

一
町

歩
未
満

の
解
放

が
六
二
・
一
％

の

多
き
に
達
し
て
い
る
。
保
有
限
度

の
二
町
三
反
以
上
で
解
放
し

た
地
主

は
、
僅

か

に

二
二
名
（
一
八

’
五
％
）
で
あ
る
。

こ

の
こ
と

か
ら
、

い
か
に
零
細
地
主

の
農
地

解

放
が
多

か
っ
た
か
を
知

る
こ
と
が
で

き
る
。

解
放
在
村
地

主
の
大
部
分

は
農
業
経
営
者
で

あ
っ
て
、
自

ら
額
に
汗
し
て
営

々

と

し
て
農
事
に

い
そ
し
み
、
自
分
の
汗

の
結

晶
に

よ
っ
て
購
入

し
た
土
地

で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
荒
地

を
手
に

マ
メ
を
作
り
な
が
ら
開
墾
し
、
石
榛
を
拾

い
堆
肥
を
入

れ
、
石
灰

を
ま
い
て
美
田
に
し

た
も

の
で

あ
る
。
そ

の
よ
う
に
僅

か
ず
つ
耕
地
を

広
く
し

て
き
た
篤
農

の
人

が
多

い
の
で

あ
る

。
そ
う

い
う
人

々
が
戦
争
に
よ

っ
て

働

き
手
を
召
集

さ
れ
、
自
作
地

を
少

な
く
せ

ざ
る
を
得
な

か
っ
た
と

い
う
事
情
の

人

が
多

い
。
中
に

は
戦
地

か
ら
主
人
が
帰

っ
て

く
る
ま
で
と

い
う
約
束
で
時
貸
し

し
て
い
た
土
地

も
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
中
に

は
お
国

の
た
め
に
と
、
戦
争
で
働
き

手
が
戦
死
し

て
し

ま
っ
た
家
も

あ
る

。
あ
る

い
は
、
僅

か
な
土
地
を
郷
里
に
残
し

て
公

務
員

と
し

て
他
出
し
、
老

後
を
親
類
縁
者

の
多

い
わ
が
村
に
帰

っ
て
、
自
適

な
生
活

を
送

る
こ
と

を
楽
し
み
に
し
て

い
た
不

在
地
主
も
多

い
に
ち
が

い
な

い
。

そ
う
い
う
こ
と
を
一
切
不
問
に
付
し
て
一
律
に
農
地
改
革
が
行

な
わ
れ
た
の
で
あ

っ
て
、

幾
多

の
矛

盾
や
問
題

が
含

ま
れ
て
お
り
な
が
ら
、
非
情
な
法
に
よ
る
改
革

は
進
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。

⑤
　
農
地
の
買
収
価
格

農
地
の
買
収
価
格
は
、
田
が
賃
貸
価
格
の
四
〇
倍
、
畑
が
四
八
倍
と
規
定
さ
れ

た
。
ま
た
、
宅
地
は
賃
貸
価
格
の
五
五
倍
、
牧
野
採
草
地
は
四
五
倍
で
あ
っ
た
。

報
償
金
は
解
放
農
地
が
保
有
限
度
面
積
で
あ
る
二
町
三
反
以
上
の
と
こ
ろ
に
つ

い
て
は
出
ず
、
限
度
内
の
面
積
に
だ
け
支
給
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
田
で
は
賃
貸
価

格
の
一
一
倍
、
畑
は
一
四
倍
、
牧
野
採
草
地
は
一
一
倍
で
あ
っ
た
。
し
た
が

っ

て
、
二
町
三
反
以
内
の
解
放
の
場
合
に
は
、
田
は
賃
貸
価
格
の
五
一
倍
、
畑
は
六

二
倍
で
買
収
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
賃
貸
価
格
は
そ
の
土
地
の
い
ろ
い
ろ
な
条
件
を

考
え
て
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
一
の
地
域
内
に
あ
っ
て
も

差
が
あ

り
、
天
竜
田
と
西
天
田
で
は
ず
い
ぶ
ん
開
き
が
あ
っ
た
。
表
7
1
1
7に
示
さ
れ
る

と
お
り
で
あ
る
。

表
7
1
1
7で
わ
か
る
よ
う
に
、
買
収
価
格
は
賃
貸
価
格
に
よ
っ
て
総
べ
て
決
定

さ
れ
た
。
昭
和
二
三
年
一
月
二
〇
日
付
け
県
知
事
あ
て
の
南
箕
輪
農
地
委
員
会
か

ら
の
文
書
に
よ
る
と
、
自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
、
第
六
条
第
三
項
た
だ
し
書
き

の
認
可
申
請
と
し
て
、
土
地
台
帳
の
賃
貸
価
格
で
は
不
適
当
と
み
ら
れ
る
農
地
に

つ
い
て
は
、
近
傍
の
類
似
地
の
賃
貨
価
格
を
添
え
て
申
請
し
て
い
る
。
公
平
な
価

格
を
作
ろ
う
と
し
た
努
力
が
み
ら
れ
る
。

上
伊
那
郡
の
買
収
価
格
の
平
均
は
、
一
反
歩
（
一
〇
ａ
）
当
た
り
で
、
田
が
五

七
九
円
五
〇
銭
、
畑
が
二
四
九
円
三
一
銭
で
あ
っ
た
。
南
箕
輪
村
の
平
均
は
、
田

が
五
一
四
円
五
四
銭
、
畑
が
一
八
六
円
八
二
銭
で
あ
る
。
郡
的
に
み
て
も
小
作
者

に
有
利
な
価
格
で
買
収
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

表
７
－
1
6
は
表
７
－
1
3
と
対
照
し
て
み
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
一
一
回
め
の
買

収
ま
で
は
不
在
地
主
や
区
有
・
村
有
・
共
有
の
土
地
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
報

償
金
は
全
く
つ
い
て
い
な
い
。
コ

ー回
め
か
ら
在
村
地
主
の
土
地
買
収
で
あ
る
か

ら
報
償
金
も
相
当
の
額
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
宅
地
に
対
し
て
は
報
償
金
が

つ
か
な
か
っ
た
情
況
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
地
主
に
対
し
て
の
土
地
代
金
の
支

釣j
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表7-16　買収農地の対価および報償金

田 畑
宅地(対 価)

採　 草　 地
建 物(対価)

対　 価 報 償 金 対　 価 報 償 金 対 価 報償金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

円　 銭
26,598.45

23,870.80

48,256.10

44,224.95

22,695.70

44,397.30

37,867.00

125,772.10

23,319,95

142,355.40

387,764.46

81,601.85

62,846.90

85,045.99

155,485.70

90,320.95

3Z,255.70

1,963.90

7,097.90

27,118.60

16,935.10

3,312.15

7,248.46

4,316.45

6,997.22

22,848.90

70,238.79

14,924.60

12,964.71

13,853.44

13,088.74

16,650.70

4,494.11

409.09

1，104.29

3,145.78

2,165.84

397.10

1，191.19

円　 銭
23.10

4,256.16

8,257.74

1,597.26

1,641.12

5,505.60

15,397.38

6,256.32

3,568.08

18,683.52

45,301.02

8,257.74

11,255.52

16,034.22

83,447.44

35,604.30

7,985.41

48,341.72

6,189.54

4,665.22

4,904.54

1,283.94

2,041.62

689.70

1,877.88

115.20

1,837.92

7,479.95

1,096.85

2,740.46

2,169.72

5,697.89

6,592.43

273.30

6,216.07

822.92

883.54

552.12

233.66

540.82

1,961.76

7,438.20

126,282.96

8,773.60

5,398.80

6,619.25

6,727.60

9,594.20

5,544.00

2,122.56

2,662.65

346.05

1,810.62

41.85

8,960.00

340.48

2, 528. 90

75.15

2.70

166.54

1，574.00

2,800.00

18,600.00

表7-13 の買 収計画 に基づ く土地 の対価である。注

払
い
は
後
日
に
な
り
、
金
券
で
一
五
年
償
還
の

も
の
で
あ
っ
た
。。

当
時
の
経
済
事
情
は
、
戦
後
の
物
資
不
足
に

よ
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
相
当
に
深
刻
で
あ

っ
た
。
こ
と
に
食
糧
は
危
機
的
と
も
い
え
る
ほ

ど
乏
し
く
、
藷
や
雑
穀
を
配
給
の
米
の
中
に
入

れ
て
炊
く
の
は
い
い
方
で
、
非
農
家
で
は
食
べ

ら
れ
る
野
草
で
量
を
ふ
や
し
た
粥
を
す
す
っ
て

生
命
を
つ
な
い
で
い
る
人
も
多
か
っ
た
。
食
糧

は
配
給
で
は
充
分
で
な
い
。
農
家
で
は
供
出
を

し
た
残
り
の
保
有
米
を
、
い
わ
ゆ
る
か
っ
ぎ
屋

の
お
ば
さ
ん
な
ど
に
売
っ
て
生
活
費
に
充
て
る

家
が
多
か
っ
た
。
当
時
の
米
は
貴
重
品
で
一
升

（
約
∇

八
土
　
一
〇
〇
円
し
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
、
米
五
升
か
六
升
で
西
天
竜
の
田
一
枚
が

政
府
に
よ

っ
て
売
買
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
畦
豆

（
当
時
は
田

の
畦
に
大

豆
や
青
豆
・
黒

豆
な
ど

を
作

っ
て
い
た
）

だ
け

で

田

一
枚

が

買

え

る
と

い

っ

た
も

の
で

あ

る

。

２
　

農

地

の

売

渡

し

剛
　

売

渡

し

計

画

地

主

か
ら

買

収

し

た

農

地

は

、

そ

の
土

地

を

小

作

し

て

い

た
人

に

売

渡

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

て

お
り

、

買

収

と

売

渡

し

が

な

る

べ

く

短

い
期

間

の
う

ち

に

な

さ

れ

る

よ

う

に
配

慮

さ

れ

た

。

そ

こ

で

、

買

収

す

る

時

に

小

作

者

名

を

地

主

か

別2
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表7-17　農地の買収価格

Ｌ　 田の買収価格（村内各所から抽出）

部　　　 落 字 地　　　 積 賃 貸 価 格 対価(買収価格) 報 償 金 摘　　　 要

久　　　 保

塩　 ノ　井

南　　　 殿

神　子　柴

久　　　 保

北　　　 殿

大　　　 泉

田　　　 畑

久　　　 保

塩　 ノ　井

深　　　 田

蒲　　　 田

大　川　原

川　　　 原

戌　亥　原

石　　　 行

春 日 道 東

前　宮　原

天　　　 皇

徳　　　 楽

反　畝
1.019

1.211

724

1.010

1.001

1.003

1.002

1.003

1.003

1.110

円　銭
15.60

17.90

16.96

20.68

9.02

9.26

10.31

5.87

20,97

15.00

円　銭
624.00

716.00

678.40

827.20

496.10

509.30

567.05

322.85

838,80

600.00

円　銭
171.60

196.90

186.56

227.48

99.22

101.86

113.41

64.57

230.67

165.00

天　竜　田

μ

μ

//

西　　　 天

//

μ

//

中　　 段

//

2｡　畑 の買 収価格

部　　　 落 字 地　　 積 賃 貸 価 格 対価(買収 価格) 報 償 金 摘　　　 要

塩　ノ　井

南　　　 殿

北　　　 殿

大　　　 泉

神　子　柴

神　子　柴

田　　　 畑

北　　　 殿

久　　　 保

大　　　 泉

明　和　坂

浅　間　塚

石　　　 行

大 泉 耕 整

殿　垣　外

中　野　原

よ　し　原

郷 土 垣 外

宮　ノ　上

北　　　 原

反　畝
。722

1.002

.711

1.002

.724

L 103

1.320

.715

。800

1.105

円　銭
6.96

2.74

2.80

4.62

7.02

3.33

2.92

7.06

2.01

2.23

円　銭
334.08

180.84

184.80

221.76

336.96

159.84

192.72

338.88

132.66

107.04

円　銭
97.44

38.36

39.20

64.68

98.28

46.62

40.88

98.84

28.14

31.22

3｡ 原野の買収価格

部　　　 落 字 地　　　 積 賃 貸 価 格 対 価(買 収価格) 報 償 金

北　　　 殿

久　　　 保

南　　　 殿

塩　 ノ　井

黒　川　端

万 蔵 ヅ ヵ

明　　　 堂

中　　　 込

反 饌
910

920･

410

・300

円　銭
8.40

3.77

5.63

1.80

円　銭
378.00

169,65

253.35

81.00

ら

記

入

し

て

提

出

し

て

も

ら

い
、

他

方

小

作

者

か

ら

も

耕

作

者

調

査

と

買

受

け

申

込

み

が

な

さ

れ

た

。

告

不
　
　

南
箕

輪
村

農
地
委
員

会

農
地
買
受

け
申
込
書

の
取
纒

め
に

つ
い
て
（
昭
和
二
三
・

一
・

六
）

土
地

を
借

り
て
耕
作
し
て

ゐ
る
方

、
で
、

そ
の
土
地
が
買
収
さ
れ
て
政

府
所
有
と

な
っ
た
人
は
、
売
渡
し

計
画

の
参
考

の
た
め
に
、
買
受
け

申
込
書
を
御
出
し
下
さ
い
。

イ
、
字
・
地
番
・
地
目

ｔ
地
積
が

違
っ
て
ゐ
る
と
受
付
け
困
難

で

す
か
ら
正

確
に
調

べ
て
御
出

し

下

さ
い
。

。
口
、
期
限

は
二
月
十
日
迄

で
締
切

り
ま
す

。

（

、
申
込
書

は
委
員
会
に
あ
り
ま

す
。
一
枚
五
十
銭
宛

（
役
湯
文
書
）

昭

和

二

三

年

の

新

年

早

々
か

ら

売

渡

し

に

関

す

る

業

務

が

始

め

ら

れ

て

い
る

の

で

あ

る

。

売

り

渡

さ

れ

る

幸

運

の

人

は
、

買

収

の

時

期

に

そ

の

農

地

を

耕

作

し

て

い

た

小

作

農

で

、
自

作

農

と

し

て

農
業

に

8％
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精
進
す
る
見
込
み
の
あ
る
者
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
ご
く
零
細
な
飯
米
農

家
に
ま
で
売
渡
す
こ
と
は
零
細
農
を
固
定
化
す
る
と
し
て
、
二
反
歩
以
下
の
小
作

農
に
は
売
渡
し
を
保
留
し
た
。
ま
た
、
売
渡
し
を
受
け
る
機
会
を
均
等
に
す
る
た

め
に
買
収
し
た
政
府
の
農
地
と
、
在
村
地
主
の
保
有
地
と
を
交
換
し
た
上
で
売
り

渡
す
処
置
を
講
ず
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
難
し
い

い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
部
落
ご
と
の
農
地
管
理
組
合
で
な
さ
れ

た
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
ご
く
小
数
で
あ
っ
た
。

解
放
さ
れ
た
農
地
と
そ
れ
を
耕
作
し
て
い
た
小
作
人
を
つ
き
合
わ
せ
て
買
受
人

ご
と
に
集
計
し
た
。
農
地
委
員
会
で
は
買
受
人
の
職
業
・
農
業
経
営
・
買
受
け
に

よ
る
自
作
農
化
す
る
面
積
の
割
合
・
交
換
買
受
け
な
ど
に
つ
い
て
検
討
し
審
査
し

て
決
定
し
た
。
作
ら
れ
た
売
渡
し
計
画
は
県
農
地
委
員
会
の
承
認
を
経
て
、
県
知

事
の
売
渡
し
通
知
書
の
交
付
に
よ
っ
て
実
際
の
売
渡
し
と
な
っ
た
。
村
農
地
委
員

会
で
は
、
そ
の
令
書
に
よ
っ
て
登
記
の
申
請
事
務
を
行
な
っ
て
所
有
権
の
移
転
が

完
了
し
た
の
で
あ
る
。
南
箕
輪
村
に
お
け
る
売
渡
し
計
画
原
案
の
作
成

は
三
月

中
、
審
議
お
よ
び
売
渡
し
の
承
認
を
四
月
中
、
代
金
の
払
い
込
み
ま
た
は
年
賦
償

還
契
約
は
七
～
八
月
中
、
同
時
に
通
知
書
を
発
行
し
、
一
〇
月
末
ま
で
に
は
登
記

済
み
に
し
た
い
考
え
で
あ
っ
た
が
、
実
際
は
大
幅
に
遅
れ
た
。

②
　
売
渡
し
農
地
の
代
価

農
地
の
売
渡
価
格
は
、
地
主
か
ら
の
買
収
価
格
と
同
一
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

買
受
申
込
書
に
そ
の
支
払
方
法
を
一
時
払
い
に
す
る
か
年
賦
償
還
と
す
る
か
を
希

望
と
し
て
記
入
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
一
反
歩
の
田
が
南
箕
輪
村

の
平
均
が
五
一
四
円
五
四
銭
、
畑
の
平
均
が
一
八
六
円
八
二
銭
で
、
郡
平
均
よ
り

も
田
で
六
四
円
九
六
銭
、
畑
で
六
二
円
四
九
銭
安
く
な
っ
て
い
る
。
想
像
も
で
き

な
い
よ
う
な
安
値
で
あ
っ
た
。
前
に
述
べ
た
買
受
け
申
込
書
一
枚
が
五
〇
銭
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
と
田
の
で
ｍ
の
値
段
が
釣
り
合
う
の
で
あ
る
。
田
一
反
歩
を
米
五

升
も
あ
れ
ば
買
え
、
畑
に
な
る
と
そ
の
米
五
升
で
二
反
五
畝
歩
も
買
え
た
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
年
賦
償
還
に
よ
る
代
金
支
払
い
を
す
る
者
は
ほ
と
ん

ど
な

く
、
多
く
が
一
時
払
い
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
安
値
に
よ
っ
て
売
渡
し
が
な
さ

れ
た
こ
と
は
小
作
者
に
と
っ
て
は
大
い
な
る
福
音
で
あ
る
か
ら
、
解
放
を
受
け
た

者
と
受
け
な
い
も
の
の
利
害
は
相
反
し
て
お
り
、
所
有
農
地
の
差
は
か
え
っ
て
大

き
く
な
っ
た
面
も
あ
る
。

㈲
　
売
渡
し
面
積

昭
和

二
三
年
三
月

一
日
の
南
箕
輪
村
農
地

委
員
会

か
ら
村
民

へ
の
通
知
に
よ
る

と
、
当
日
現
在

で
買
収
は
そ
の
九
割
九
分
が
終

わ
っ
て
県
農
地

委
員
会

の
承
認
待

ち
と

い
う
状
態
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

表
７
－
1
8
お
よ
び
表
7
1
1
9
を
比
べ
て
み

る
と
、
昭
和

二
三
年

と
二
六
年
で

は

面
積
の
把
握
に
相
当
な
開
き
が
あ
る
が
、

農
地
改
革
が
進
む
に
し
た
が
っ
て
解
放

す
べ
き
面
積
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
り
、
ご
く
零

細
な
解
放

地
主
の
解
放

す
べ

き
農
地
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
い
ず
れ
に

し
て
も

南
箕
輪
村
で
は
自
作
地
と
小
作
地
が
相
半

ば
し
て
い
た
も
の
が
、

総
面
積

の
八
割

五
分
が
自
作
地
に
な
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
表
7
1
1
8
の
農
地
改
革

後
の
小

作
地
一
八
五
町
歩
は
、
地
主
の
貸
付
け
保
有
限
度
の
七
反

歩
以

内
の
土
地
お
よ
び

売
渡
し
で
き
な

い
農
地
で

あ
る
。

南
箕
輪
村
に

お
け
る
売
渡
し
面
積
は
、
田

が
三
〇
七
町
歩
、
畑
が
一
八
五
・
二

町
歩
、
牧
草
地
一
一
・
六
町
歩
、
宅
地
二
万
四
六
九
〇
坪
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
一
人
平
均
三
反
八
畝
歩

の
売
渡
し
を
う
け
、
そ
の
対
価
は
平

均
で
約
一
四
九

○
円

で
あ
る
。

解
放
農
地
を
最
も
多
く
買

い
受
け
た
人
は
一
町
歩
の
余
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
戦

時
中
も
幸

い
な
こ
と
に
働
き
手
が
戦
争
に
も
軍
需
工
場

の
徴
用
に
も

い
か
ず
に

い

た
家
で

あ
る
。
し

か
し
、
そ

う
い
う
家

は
ご
く
す

く
な
く
買
受
け
五
反
歩
未
満
の

家

が
ほ
と
ん
ど
で

あ
っ
た
。
上
伊
那
郡

の
平
均

が

一
人
一
〇
〇
〇
円

（
当
時
は
繭

一
貫
匁
〈
三
、
七
五
㎏
〉
約
一
〇
〇
〇
円
で
あ
っ
た
）
の
金
で
農
地
二
反
三
畝
歩

の

売

恕4



第３節　農業経営の変革

(昭和23.3.1)表7-18　 南箕輪における自小作

子 二元-～-ノ ニ 礼 自　 作　 地 小　 作　 地 合　　　　 計 小作地 の割合

統計セ ンサス農地票に よる自小作地別

買　　 収　　 済　　 み　　 面　　 積

農 地 改 革 後 の 自 小 作 地 別

472町歩

3

723

406町歩

315

185

878町歩

318

908

46.2％

20.4

( 昭和26年)

1026 町6 反4 畝12 歩

1,149 戸

8 反9 畝12 歩

518 町9 反8 畝21 歩

434 町2 反3 畝01 歩

8 割5 分

7反歩

2 町3 反歩

表7-19　 売渡計画審議調書

農　地　概　況

イ．耕地面積

口，農家戸数

ノゝ ．　１戸 当耕作面積

二．　自作地総面積

ホ，解放予定面積

へ．解 放後におけ る自作地面積の総面 積に対 する割合

卜．地主保有面積

チ･　自作経営面積

渡
し
を
受
け
て

い
る

の
で
、
南
箕
輪
村
は
そ
れ
よ
り
も
非
常

に
多

く
の
売
渡
し

を

受
け

た
こ
と
に
な
る

。
ま
た
、
売
渡
し
を
受
け
た
農
家
を
経

営
規

模

別

に

み

る

と
、
耕
作
反

別
三
反

未
満
の
農
家
は
平
均

一
反
四
畝

ほ
ど
の
土
地

を
買

い
、
一
町

歩
以

上
の
耕
作
農
家
は
平
均

四
反
四

畝
歩
以
上

の
買
受
け

と
な
っ
て
い
る
。
経
営

規
模
が
大

き

い
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
売
渡

し
を
受
け

て
い
る
。
働

き
手

が
そ

の
時

ち

ょ
う
ど
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

㈲
　

南
箕
輪
村
に

お
け
る
売
渡
し

南
箕
輪
村
に

お
け
る
売
渡
し

は
昭
和

二
二
年
一
〇
月
二
日

か
ら
始

め
ら
れ
た

。

農
地

売
渡

し
計
画
第

一
号
で

あ
る
。
二
六
人
の
対
象
者
へ
の
売
渡
し
で
あ
っ
た
。
一

号

は
田

が
二
四
反

九
畝
二
一
歩
、
畑
が
一
五
反
八
畝
一
五
歩
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が

第

二
号
（
昭
和
二
二
、
一
二
、
二
）
に
な
る
と
、

田
が
五
五
町
九
反
六
畝
九
歩
畑
が

一
一
町
五
反
一
畝
一
八
歩
で
あ

っ
て
、
売
渡
し
の
対
象
も
六
九
八
入
の
多
き
に
達

し

て
い
る
。
第
四
号
で
は
財
産
税
物
納
農
地
の
売
渡
し
、
第
六
号
は
大
芝
原

の
村

有
地
や
各
区
有
農
地
共
有
地
の
売
渡
し
、
第
七
号
で
伊

那
町
・
西

箕
輪
村
の
小
作

人
へ

の
売
渡
し
な

ど
そ
れ

ぞ
れ
特
徴
的
な
売
渡
し
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
在
村

地

主
買
収
地
の
売
渡
し
は
そ
の
後
行
な
わ
れ
、
第

二
（

号
（
昭
和
二
四
・
七
・
二
）
こ
ろ

に
は
大
よ
そ
の
売
渡
し
が
完
了
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
後
も
す
こ
し

ず
っ
の

売
渡
し
が
続
き
、

第
二
六
号
（
昭
和
三
（
・
一

丁

一
）
農
地

委
員

会
か
ら
農
業

委

員

会
と
改
称
さ
れ
な
が
ら
、
第
三
一
号
（
昭
和
二
七
・
九
・
一
）
ま
で
続

い
て
い
る
。

未
墾
地
の
買
収
と
売
渡
し
、
開

拓
も
大
芝
原

・
南
原
・
中
野
原
・
北
原
で
行

わ

れ
て
い
る
が
第
二
節
の
二
、

入
植
に

よ
る
開
拓

の
記
述

を
参
照

さ
れ
た
い
。

目
　

南
箕
輪
村
の

農
地

改
革
の

結
果
と
そ
の

省
察

１
　

農
家
お
よ
び
農
地
事

情

村

の
総
面
積

は
表
７
－
2
0
で
明

ら
か
な

よ
う
に
、
四
一
三
九
町
歩
で
耕
地
面

積

は
八
九
九
町
歩
で

あ
る
。
一
戸
当

た
り
の
耕
作
面
積
は
八
反
六
畝
で
、
全
戸
が
ほ

と

ん
ど
農
家
に
該
当
し
米
作

を
主
体
と
す

る
単
作
農
村
で
あ
る
。

肪5
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(昭和27.10.20)表7-20　 種別面積お よび業種別人口等

種　　　　 別 反　　　 別 内　　　 訳 種　　　　　 別 摘　　 要

村 の 総 面 積

耕　 地　 面　 積

田

一　毛　作

二　毛　作

畑

普　通　畑

果　樹　園

そ　の　他

山　　　 林

公　　　 有

私　　　 有

原　　　 野

宅　　　 地

雑　種　地

4,139町O反

899.1

2,720.0

366.0

35.7

118.2

525.8

323.7

202.1

373.3

254.6

18,2

100.5

2,402.0

318.0

一戸当たりの耕作面積 ８反 ６畝

総　 戸　 数

農 家 戸 数

専 業 農 家

兼 業 農 家

商 工 業 戸 数

その他 の戸数

1，130戸

1,043

548

495

67

20

総　 人　 口

農 家 人 口

商 工 業 人 口

その他 の人 口

6,228人

5,810

323

95

生　 産　 物

米

麦

繭

11,990石

1,014石

11,978貫

(昭27.10,20)表7-21　農地および農家の状況

農 地 改 革 前 農 地 改 革 後 増　　 減 （△）

自　　　 作　　 地

小　　 作　　 地

4,607反

5,599

9,515反

691

4,908反

△4,908

内

訳

在村保 有小 作地

不 在地主小作地

法 人団 体小作地

3,382

1,206

1,011

691

0

0

△2,691

△1,206

△1,011

自　　　 作　　　 率 45％ 93％

自　　　 作　　　 農

自　　　 小　　　 作

小　　　 自　　　 作

小　　　 作　　　 農

計

526戸

306

53

95

980

663戸

295

55

30

1,043

137戸

△　11

2

△　65

63

在　 村　 地　 主

不　 在　 地　 主

法　 人　 団　 体

679人

264

117

250人

０

０

△　429 人

△　264

△　117

農
地
改
革
前
は
表
７
－
2
1

の
示
す
と
お
リ
自
作
地
は
四

五
％
で
あ
っ
た
が
、
約
四
九

〇
町
歩
に
わ
た
る
小
作
地
解

放
の
結
果
、
自
作
率
は
一
躍

し
て
九
三
％
と
な
っ
た
。
自

作
農
も
コ
ニ
七
戸
増
え
、
小

作
農
は
六
五
戸
減
っ
て
三
〇

戸
と
な
っ
た
。
表
７
－
2
1
に

よ
っ
て
農
地
改
革
に
よ
る
成

果
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

な
お
、
表
７
－
2
0
、
表
7

1
2
1の
耕
地
面
積
に
差
か
お

り
、
表
７
－
2
1
の
農
家
戸
数

に
改
革
前
後
に
差
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
村
有
林
を
け
じ
め

区
有
林
や
個
人
有
林
の
未
墾

地
買
収
が
行
わ
れ
て
、
村
内

四
か
所
の
開
拓
組
合
の
設
立

と
同
時
に
、
入
植
増
反
者
の

手
に
よ
っ
て
新
開
畑
が
な
さ

れ
た
た
め
で
あ
る
。

２
　
農
地
等
の
買
収
お
よ

び
売
渡
し
状
況

農
地
や
採
草
放
牧
地
・
宅

地
の
買
収
お
よ
び
売
渡
し
の

8％



第３節　農業経営の変革

表7-22　 農地等買収状況 (昭和27.10. 20 ）

/ 区分種類
農　　　　　　　 地

採草放牧地 宅　　 地 建　　 物
未 墾 地

そ の 他田 畑 計

在　村　地　主

面 積

対 価

人員

反
1,762

円
933,612

人
473

反
844

円
193,813

人
206

反
2,606

円
1，127,425

人
679

反
36

円
17,143

人５

坪
21,647

円
158,123

人
130

坪
340

円
48,947

人９

反　件

不 在 地 主

面積

対価

人員

632

315,889

183

574

71,342

81

1,206

387,231

264

3

458

2

1,740

9,880

10

38

4,100

1

法　人　団　体

面 積

対 価

人 員

611

234,144

78

400

74,490

39

1,011

358,634

117

75

727

1

i,303

8,747

10

財 産 税 物 納

面積

対 価

人員

面積

対価

人員

75

51，140

1.

10

1,868

1

85

53,008

2

合　　　　　 計

3,080

1,584,785

735

1,828

341,513

327

4,908

1,926,298

1,062

114

18,328

8

24,690

176,750

150

387

53,047

10

表7-23　 農地等売渡状況 (昭和27.10.20)

種　　　　　 別 面　 積 筆　　 数 売 渡人員数 対　　 価 反当対価 一人平均
売渡面 積

売

渡

済

農

地

等

田

畑

計

反
3,070

1,852

4,922

4,026

2,042

6,068

1,903

1,317

3,220

円
1,589,401

346,483

1,935,884

円
519

186

392

3反8畝

尹 加 護 ）

採　草　放　 牧　地

宅　　　　　　　 地

建　　　　　　　 物

116

坪
24,690

坪
378

93

287

12

51

234

12

18,891

176,750

53,074

163

坪　　7

//　140

2反2畝

Ｗ
箆

農　　　　　　　 地

採　草　放　牧　地

反
11

2

13

2

8町



第 ７章　新しい南箕輪

(昭和27.10,20)表7-24　 経営面積別売渡状況

売渡農地面積 耕作３反未満 ３反 ～５反 5 ～10 10 ～2C） 20 ～30 30～50

面　　　 積

％

反
4,922

％
100

反
235

％
4.8

反
673

％
13.7

1,802

36.6

1,950

39.6

239

4.8

23

0,5

戸　　　 数

％

－戸
1,295

％
100

戸
164

％
12.7

戸
282

％
2L8

414

32.0

383

29.6

47

3.5

5

0.4

(昭和27.10.2)表7-25　売渡の機会均等のために行なった交換分合

関係地

主数

関係耕

作者数

国 の取得したもの 地主 の取得した もの

面　　　　 積 面　　　 積

田 筆 畑 筆 田 筆 畑 筆

自作法第23 条による所有 権交換

自作法第25 条による耕作 権交換

15

－

15

－

反
25

－

30

－

一

一

一

一

反
25

－

30

－

一

一

一

一

状
況
は
表
７
－
2
2
・
表
７
－
2
3
・
表
７
－
2
4・
表
7
j
2
5に
示
す
と
お
り
で

あ

る
。
集
計
が
年
を
お
う
ご
と
に
異
な
っ
て
、
解
放
農
地
の
面
積
は
多
く
な
っ
て
い

る
が
、
昭
和
二
七
年
は
農
地
改
革
の
終
点
に
近
い
の
で
、
確
定
的
な
数
字
で
あ
る

農
地
の
買
収
面
積
を
上
伊
那
郡
下
の
各
町
村
別
に
み
る
と
、
南
箕
輪
村
は
、
ｍ

で
は
赤
穂
町
の
五
三
三
町
歩
、
飯
島
村
の
三
六
八
町
歩
に
続
い
玉
二
番
目
で

あ

り
、
畑
で
は
中
箕
輪
町
、
赤
穂
町
、
西
箕
輪
村
に
続
い
て
四
番
目
で
あ
る
。
郡
的

に
み
て
も
非
常
に
多
く
の
農
地
の
買
収
売
渡
し
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
表
７
－
2
4
の
経
営
面
積
別
売
渡
状
況
を
郡
全
体
と
比
べ
る
と
、
郡
で
は

五
反
～
一
町
歩
が
最
も
多
く
四
二
・
八
％
、
次
に
三
反
～
五
反
が
二
二
・
六
％
で

あ
る
の
に
、
南
箕
輪
村
で
は
一
町
～
二
町
歩
経
営
農
家
が
最
も
多
く
解
放
農
地
を

売
り
渡
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
南
箕
輪
村
が
他
町
村
に
比
較
し
て
農
業
経
営
規
模

が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

３
　
農
地
改
革
の
省
察

戦
後
に
行
な
わ
れ
た
農
地
改
革
は
、
既
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
幾
多
の
問
題
を

は
ら
み
な
が
ら
も
、
敗
戦
直
後
と
い
う
こ
と
と
、
連
合
国
の
占
領
下
と
い
う
特
殊

情
勢
の
下
で
強
行
さ
れ
、
大
き
な
混
乱
も
な
く
終
了
し
た
。
平
時
に
お
い
て
は
、

こ
の
よ
う
な
改
革
は
流
血
な
く
し
て
は
実
現
不
可
能
な
大
改
革
で
、
そ
の
目
標
と

す
る
と
こ
ろ
は
ほ
ぼ
達
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

農
地
改
革
は
、
連
合
国
に
よ
る
日
本
の
民
主
化
政
策
の
う
ち
、
財
閥
解
体
な
ど

と
共
に
経
済
の
民
主
化
の
重
要
な
項
目
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
農
業
に
お

い
て
収
穫
高
の
五
〇
％
と
い
う
高
率
の
現
物
小
作
料
を
収
取
し
、
地
主
側
の
恣
意

的
傾
向
の
強
い
口
頭
に
よ
る
小
作
契
約
と
い
う
不
安
定
な
小
作
人
の
耕
作
権
は
、

地
主
が
小
作
人
の
生
殺
与
奪
の
権
を
握
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
日
本
的
地
主
制
度
は
農
村
の
民
主
化
を
は
ば
む
最
大
の
要
素
と
考
え
ら
れ
て
お

り
、
農
地
改
革
は
そ
の
廃
絶
が
主
目
標
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
目
標
は
達
せ
ら
れ
た

8卵



第 ３節　農業経営 の変革

と

い
え
よ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
戦
時
中
食
糧

の
確
保
増
産
と

い
う
至
上
命
令

を
達

成

す
る
た
め
、
耕

作
農
民
に
有
利
に

な
る
よ
う
農
政

が
進

め
ら

れ
て
い
た
が
、
農

地

改
革

は
こ
の
方
向

を
一
層
徹
底
し

た
と

い
う
こ
と
も

い
え

る
の
で
あ

っ
て
、
な

お
在
村
地
主
に
対
し
一
町
歩
（
当
地
で
は
七
反
歩
）
の
小
作
地

の
保
有
が
認
め
ら
れ

て
は
い
る
か
、
改
革
前

全
耕
地

の
五
五
％

が
小
作
地
で
あ

っ
た
の
が
七
％

に
減
少

し
、

そ
の
小
作
地

は
新

た
に
公
布

さ
れ
た
農
地
法
に
よ

っ
て
耕
作
権
が
安
定
し
、

小
作
料

は
自
作
地
に

か
か
る
固
定
資
産
税
や
そ
の
他
の
税
に
比
べ
て
、
余
り
差
が

な

い
程
度
（
一
反
歩
七
五
円
）
に
低
く
押
さ
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
地
主
制
は
農
地
に
関
す
る
限
り
ほ
と
ん
ど
意
味
を
持

だ
な
く
な
っ
た

の
で

あ
る
。

次
に
、
食
糧
の
増
産
確
保
と

い
う
面

で
も
農
地
改
革
は
功

を
奏

し
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う

。
当
時
食
糧
の
不

足
は
絶
対
的
で
あ
っ
て
そ
の
増
産
は
至
上

命
令

で
あ

っ
た
が
、
生
産
資
材
で
あ
る
肥
料
、
農
機
具
、
農
薬
等
の
供
給
は
不

足
し
勝

ち
で
、
そ
の
確
保
に
よ
る
増
産
は
望
み
薄

で
あ
っ
た
。
頼

る
の
は
農
民

の
生
産
意

欲
の
み
で
あ

っ
た
が
、
多
く
の
小
作
農
が
自
作
農
と
な
り
得
た
よ
ろ
こ
び
は
大

き

く
、
収
穫
物
の
全
部
が
自
分
の
収
入
と
な
る
こ
と
と
、
農
産
物
が
比

較
的
高
価
に

売
れ
る
と

い
う
事
情
も
手
伝
っ
て
農
民

の
生
産
意
欲
は
高
ま
っ
た
。
山
野
の
野
草

を
刈

り
集

め
て
肥
料

と
し
、

あ
る

い
は
排
水
や
客
土

を
し
て
上
性

を
改
良

す
る
な

ど
、
そ
の
成
果
が
自
分
の
財
産
で
あ
る
田
々
畑

の
価
値

の
増
加

と
な
る
こ
と
が
、

増
産
に
な
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
骨
身
惜
し
ま
ず
働

く
こ
と
に
な
っ

た

の

で

あ

る
。
こ
う
し
て
、

稲
作
に

つ
い
て
み
る
と
、

昭
和
三
六
年
こ

ろ
ま
で
（
昭
和
二
八

年
の
冷
害
の
年
を
除
き
）
技
術

の
発
展
普
及

を
促
し

つ
つ
、
総
生
産
量
、
反
当

た
り

生
産
量
と
も
急
速
な
伸
び
を
示

し
た
の
で
あ
る
。

以
上

の
よ
う
に
、
農
村

の
民

主
化

は
進
め
ら
れ
、
農
業

の
生
産
力

墜

局
め
ら
れ

た
が
、
農
地
改
革
に

よ
っ
て
作

り
出

さ
れ
た
農
家

は
、
依
然
と
し
て

明

治

以

来

表7-26　 農地改革前後の経営規模別農家戸数の変化（南箕輪村）

大`卜　 経営規模

年
√ 卜

卜､ 、
３反未満 ３～ ５反 5 ～10反 1～1.5町 1.5 ～2町 ２～３町 ３～５町 合　　 計

昭22

(8. 1)

実 数

％

156

15.9

171

17.4

368

37.6

191

19.5

64

6.5

28

2.9

2

0.2

980 戸

100％

昭25
実 数

％

117

11.1

155

14.7

452

43ﾊﾞL

236

22.5

70

6.67

18

1.7

1,049 戸

100％

昭35
実 数

％

100

9.4

147

13.8

354

33,1

249

23.3

182

17.0

36

3.4

1,068 戸

100％

表7-27　 農地 改革前後の専 ・兼業別農家戸数（南箕輪村）

ノ 専 業 農 家

兼　　 業　　 農　　 家

合　　　 計
第　一　種 第　二　種

昭　22

μ　２5

11　30

//　35

360

555

648

354

514

339

229

423

106

155

184

291

980

1,049

1,061

1,068

卵 夕



新しい南箕輪第7 章

貫
か
れ
て
来
た
農
本
主
義
に
基
づ
く
家
族
的
小
農
経
営
で
あ
っ
た
。
表
7
1
2
6に

み
る
よ
う
に
、
五
反
未
満
の
雰
細
経
営
は
減
少
し
、
五
反
以
上
、
一
町
五
反
未
満

の
農
家
が
増
加
し
、
二
町
以
上
の
農
家
数
は
減
少
し
た
。
一
般
的
に
み
て
経
営
規

模
が
平
均
化
し
た
が
、
そ
の
規
模
は
小
さ
く
過
小
農
で
あ
る
。
そ
し
て
、
農
地
の

保
有
限
度
が
当
地
で
は
二
町
三
反
歩
と
限
ら
れ
た
た
め
、
そ
れ
以
上
の
規
模
を
も

つ
農
家
は
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

か
つ
て
自
作
小
農
経
営
が
政
治
的
安
定
勢
力
と
し
て
、
ま
た
、
安
い
労
働
力
や

強
く
て
忍
耐
強
い
兵
士
の
供
給
源
と
考
え
て
、
た
え
ず
没
落
し
よ
う
と
す
る
農
民

を
救
済
し
て
、
安
定
勢
力
と
し
て
保
つ
た
め
自
作
農
創
設
維
持
政
策
が
と
ら
れ
て

き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
農
本
主
義
的
考
え
方
は
、
農
地
改
革
に
お
い
て
も
貫
か

れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
特
に
、
二
町
三
反
以
上
の
農
地
の
保
有
が
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
こ
と
は
、
過
小
農
を
脱
し
て
近
代
的
企
業
的
経
営
へ
発
展
し
よ
う
と
す
る

農
民
の
芽
を
摘
み
と
り
、
他
の
多
く
の
産
業
が
資
本
主
義
的
企
業
と
し
て
発
展
す

る
社
会
に
お
い
て
、
農
業
の
み
が
家
族
的
過
小
農
経
営
に
押
し
と
ど
め
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

こ
の
五
反
～
一
町
五
反
と
い
う
規
模
の
経
営
で
は
、
大
部
分
の
農
家
が
農
業
だ

け
で
は
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
特
に
他
産
業
の
経
済

的
発
展
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
が
明
瞭
に
な
っ
て
来
た
。
昭
和
三
〇
年
こ
ろ
ま
で
の

食
糧
難
の
時
代
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
規
模
で
も
む
し
ろ
専
業
農
家
の
増
加
と

な
っ
て
表
わ
れ
て
い
る
（
表
7
1
2
7）
が
、
そ
の
後
急
速
な
兼
業
農
家
の
増
加

を

示
す
よ
う
に
な
り
、
健
全
な
る
自
作
小
農
の
維
持
と
い
う
農
業
政
策
は
根
本
か
ら

っ
き
崩
さ
れ
、
農
地
改
革
お
よ
び
そ
れ
に
続
く
農
地
法
の
考
え
方
は
検
討
を
迫
ら

れ
、
す
で
に
、
昭
和
三
六
年
の
農
業
基
本
法
に
そ
の
新
た
な
る
方
向
が
打
ち
出
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

二
　

入

植

に

よ

る
開

拓

卜
　

戦
後
に
お
け
る
入

植
開

拓
の
概
要

昭
和
二
〇
年

と
い
え
ば
、

日
本

は
太
平

洋
戦
争

が
無
条
件
降
伏

と
い
う
有
史
以

来
の
結
末

を
迎
え
た
年

で
あ
っ
た
。
長

い
戦
争

で
都
市

は
戦
災
に
焼

か
れ
、
田
畑

は
や

せ
て
お
り
、

一
般
生
産
物
資
も
食
糧
も
極
端
に
欠
乏
し
て

い
た
。
狭

い
国
土

に

は
、
復
員
軍
人
、
海
外

か
ら
の
引
揚
者
、
軍
需
工
場
や
戦
災
工
場
等

の
失
業
者

等
で
満

ち
あ
ふ
れ
、
人

々
は
そ
の
日

そ
の
日

の
糧

を
得

る
の
に
精
一
杯
で
あ
る
ば

か
り
か
、
社
会
不
安

は
し

だ
い
に

つ
の
っ
て
い
た
。

昭
和
二
〇
年
一
一
月
、
政
府
は
敗
戦
に
よ

っ
て
生
じ
た
多
数
の
生
業
と
住
宅
を

失

っ
た
人

々
に
安
住

の
地
を
与
え
、
食
糧
不

足
の
解
消
と
自
給
体
制
の
強
化
を
目

指
し
て
、
緊
急
開
拓
事
業
実
施
要
項

を
策
定
し
た
。
こ
れ
は
、
お
よ
そ
一
五
五
万

町
歩
の
開
墾
、
一
〇
万
町
歩
の
干

拓
、
ニ

ー
○
万
町

歩
の
土
地
改
良
を
年
次
計
画

で
完
成
し
、
一
〇
〇
万
戸
（
内
地
八
〇
万
戸
）
を
入
植
帰

農
さ
せ
る
。
帰

農
は
自

作

農
創
設
を
目
標
に
集
団

入
植
さ
せ
る
と

い
う
大

規
模
な
計
画

で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
事
業
の
推
進
の
根
拠
は
、
昭

和
一
三
年
に
公

布
さ
れ
た
農
地

調
整
法

で
あ
り
、
こ

れ
は
戦
時
に
お
け
る
食
糧

増
産
を
図

る
た
め
未

墾
地
解
放

の
道
を
開

き
、
ま
た
、
昭
和

二
（

年
に
は
農
地
開
発
法
を
公

布
し
、

一
八
年
に

は
食
糧
増

産

対
策
を
定
め
て
農
地
の
開
発
を
進
め
た
。
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
県

は
昭
和
二

一
年

に
開
拓
増
産
隊
を
組
織
し
、
そ
の
う
ち
の
一
隊
が
本
村

の
大
芝
原
や
、
南
原

の
一

部
を
開
墾
し
て
お
り
、

ま
た
農
兵

隊
が
三
本
木
原
、
上

ゲ
溝
原
、
北
原
等

の
山
林

の
伐
採
開
墾
を
進
め
た
事
実
が
あ

っ
た
。

当
時
村

内
に
は
、
北
原

・
大
芝
原

・
中

野
原

な
ど
広
大

な
山
林
原
野
か

お
り
、

し
か
も
、
そ
れ
ら
は
水
利
面

を
除

き
開

墾
用
地

と
し

て
は
良

い
立
地
条
件
に

あ
っ

た
か
ら
、
当
然
入
植
開
拓
の
適
地
と
し
て
知
事
指
定

の
対
象

と

な
っ
た
。

そ

れ

は
、
昭
和
二
一
年
正
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
村

の
二
、
三
男
等

の
青
年

だ

夕卯



第３節　農業経営の変革

も
の
間
か
ら
も
犬
芝
原
な
ど
の
開
拓
の
気
運
が
生
ま
れ
て
来
た
。
さ
ら
に
、
昭
和

二
〇
年
コ

ー月
に
は
農
地
調
整
法
が
改
正
さ
れ
第
一
次
農
地
改
革
が
始
め
ら
れ
て

お
り
、
先
の
林
野
に
入
植
開
拓
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
順
調
に
進

む
か
に
見
え
た
。

し
か
し
、
実
際
に
入
植
を
希
望
し
て
開
墾
に
従
事
し
よ
う
と
し
て
も
そ
こ
に
は

大
き
な
障
害
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
土
地
所
有
者
の
解
放
拒
否
、
異
議
の
申
し
立

表
７－
2
8
　南
箕
輪
関
係
入
植
開
拓
の
状
況

て
、
入
植
者
に
対
す
る
反
感
等
で
あ
っ
た
。
北
原
・
大
芝
原
・
中
野
原
等
の
林
野

は
村
有
・
区
有
・
私
有
等
の
種
々
の
所
有
形
態
を
持
ち
、
そ
の
筆
数
も
三
〇
〇
余

に
及
び
、
そ
の
所
有
者
と
の
解
放
交
渉
は
地
方
事
務
所
係
官
を
交
え
入
植
者
と
の

間
で
行
な
わ
れ
た
が
、
そ
の
解
決
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
、
戦
時
中
な
ら
い
ざ
し
ら
ず
、
幾
分
な
り
民
主
的
風
潮
の
生
ま
れ
た
こ

の
時
期
に
は
、
未
墾
の
私
有
地
の
解
放
の
法
的
根
拠
が
う
す
か
っ
た
こ
と
に
よ
る

西

原

南

原

大

芝

北

原

地

区

私　　 区

有　　 有

原 山 私 区 村

野 林 有 有 有

原 山 私 区 村

野 林 有 有 有

山 私 区 村

林 有 有 有

頂
背
姿

事　　県

業　 嘗

所　　 輪

事　　 県

業 営
箕

所　　 輪

農　　 南

業　　 箕

会　　輪

開　　 北

拓

団　　 原

事業

主体

出　　 上

身　　 戸
者　　 ・
子　　 中
弟　　 条

与
地

県　岡　地
開　谷　元

拓　疎　沢
増　 開　尻
産　入　部

隊　植　落
者 子

弟

県　 満　村
開　蒙　 内
拓　開　出
増　拓　身
産　引　子

隊　揚　弟
者

外　　 自

地　　 由
引　　 業
楊　　 者
者

入

植

者

昭

和

一　　 一
一　 一
一一　 一一
戸　 年

昭

和
四　 二
〇　　 一
戸　 年

昭
和

一　 一
一　 一
九　 一
戸　 年

昭

和

一一 一
〇　 一

戸　　 年

入入

植植

戸年

数 次

付　 一 四
帯　 戸 五

六 地 一 当 ・
町　 町 配 ○
三　 九 分 町
反　 反 面 歩
歩　 歩 積

付　 一 六
帯　 戸 四

八 地 一 当 ・
町　 町 配 八

歩　 七 分 町
反 面 歩
歩 積

付　 一 四

帯 一 戸 八

七 地 町 当 ・
町　 六 配 六

歩　 反 分 町
七 面 歩
畝 積

一 一
戸 三

七　当　町
Ｓ　配　歩

一　分
○　面
反　積

入

植

地

面

積

昭　 昭　 昭
西二 西二 西二

箕四 箕三 箕二
輪　 輪　 輪

開　 開　 開
拓　 拓　 拓

農　 農　 帰業　 事　 農
協　 実　 組
同　 行　 合

組　 組
合　 合

昭　 昭　 昭

南二 南二 南二
原四 原三 原二
開　　開　　開
拓　 拓　 拓

農　 農　 帰
業　 事　 農
協　 実　 組

同　 行　 合
組　 組
合　 合

昭　 昭　 昭
大二 大二 大二

芝四 芝三 芝二
開　 開　 開
拓　 拓　 拓

農　 農　 帰
業　 事　 農
協　 実　 組
同　 行　 合

組　 組
合　 合

昭
北二

原一
開

拓団

開

拓

組

織

の

移

行

∫　　昭
一　 一
一　 一八　　二

帰　　　　●
一　 七
一

Ｓ　　昭
一　 一
一　 一八　　 二

●　　　　●
一　　 七
－

昭

∫　　二
一　 一
一　 一
五　　 ・
・　　七
七

昭
一
一
九

一

入

植
地

の
売
収
期
日

－
一　 一－戸　 ○

一　 当　 七

・　 た　 戸

五　 り
反

一一 －
戸 三

一 当 七

・ 九 戸
－　 リ

反

一 八
戸　六

一　当　戸

・　た
五　 り
反

増既

反存

状農

況 家

卯7



第７章　新しい南箕輪

も

の
と
考
え
ら

れ
る
。

と
こ

ろ
が
、
昭
和
二
一
年
一
〇
月
、
「
自
作
農
創
設
特
別
措

置

法

」
と
「

農
地

調
整
法
（
改
正
案
）
」
が
同

時
に
成
立
し
、
第
二
次
農
地
改
革
が
始
め
ら
れ
た
。
こ

の
特
別
措
置
法
に
は
「
政
府
は
自
作
農
を
創
設
し
、
又
は
、

土
地
の
農
業
上

の
利

用

を
増
進
す

る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
農
地
及

び
牧
野
以

外
の
土
地
で
、

農

地

を
開
発
し
よ
う
と
す

る
も

の
を
買
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
り
、
こ
の
法

的
根
拠
に
基

づ
い
て
、
農
地
改
革
と
関
連
さ
せ
て
、
入
植
開
拓
は
急
速
に
進
む
こ

と
と
な
っ
た
。

長
野
県
は
、
昭
和
二
二
年
に
長
野
県
開
拓
協
会
を
設
立
し
、
さ
ら
に
、
二
四
年

四
月
県
開
拓
委
員
会

を
構
成
し

た
。
こ

の
中
に
適
地
調
査
部
と

い
う
部
会
が
設
け

ら
れ
、

こ
の
適
地
調
査
部
に

よ
っ
て
開
拓
適
地
が
調
査
選
定
さ
れ
、
地
元

土
地
所

有
者

と
の
間

の
解
放

の
折
衝

が
行

な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
解
放
さ
れ
た
用

地
は
政

府

が
買
収
し
、
入
植
者
や
他

の
農
民
に
売
り
渡
す
と

い
う
方
法
で
用

地

の
解
放
を

進
め
、
集
団
入
植
に

よ
る
開
拓

が
行

な
わ
れ
た
の
で
あ
る

。

こ
う
し

て
、
北
原
・
大
芝
原
・
中
野
原
と
上
ゲ
溝
原
に
昭
和
二
一
年

か
ら
集
団

入
植
が
行

な
わ
れ
、

そ
の
入
植
戸

数
は
当
初

よ
り
は
か
な
り
減
少
し
て

い
る
が
現

在

一
〇
〇
戸

を
越
え
て
い
る
。
そ
の
入

植
開
拓

の
状
況

を
一
覧
表
に
し

た
も

の
が

表
7
1
2
8
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

各
地
に
入

植
開
拓

が
進

め
ら
れ
た
が
、
開
拓

そ
の
も

の
が
非
常

に
困
難
な
仕
事
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
自
然
的
条
件
も
必

ず
し
も
恵

ま
れ
た

も
の
で
は
な
く
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
開
拓
地
に
共
通

の
困

難
点

は

１
水
を
確
保
す
る
の
が
容
易
で
は
な
か
っ
た
こ
と

２
土
地
が
強
酸
性
で
あ
り
、
気
象
条
件
も
厳
し
い
こ
と

３
交
通
が
極
め
て
不
便
で
あ
っ
た
こ
と

で
あ

っ
て
、
入
植
開
拓
者
は
こ
れ
ら
の
問
題
と
長

い
年
月
の
間

、
血
み
ど
ろ
の
闘

い
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
間
何
人
か
の
脱
落
者
が
生
生

れ
て
い
る
が
、
現
在
、
新
し

い
農
業
地
帯
と
し
て
発
展
し
て

い
る
姿

を

見

る

と

き
、

感
慨
無
量

な
も

の
が
あ
る
。

≒
　

南
原
に
お
け

る
入
植
開
拓

１
　

入

植
者
と
開

拓
に
至

る
ま
で

佃
　

地
元

帰
農
組
合

昭
和
二

一
年

の
早
春
、
中
野
原

の
一
角
で
六
名

の
手
に
よ
る
開
墾

の
作
業
が
行

な
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
戦

後
の
上
伊
那
で
は
最
も
早

い
開
墾
で
あ

っ
た
。
他
所

に

お

い
て
は
土
地
解
放

の
話

し
合

い
が
な
か
な

か
進

ま
ず
、
計
画
は
あ

っ
て
も
実

際
に
は
着

手
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
所

が
多

か
っ
た
。
こ

の
六
名

の
入
植
者

は
地
元

沢
尻
部
落

の
西
天

竜
幹
線
付
近
に
居
住

す
る
農
家

の
子
弟
で
、
戦
時
中
都

会
か
ら
疎
開
し
て

い
た
者
、
徴
用

さ
れ
て
い
た
が
終
戦
で
実
家

へ
帰

っ
た
者
、
満

州
義
勇

隊
よ
り
帰

還
し
た
者
ら
で
あ
っ
た
。
原
義
重
郎

は
こ

れ
ら
の
人

々
の
処
遇

を
考
え
、
中
野
原

の
開
拓
を
計
画
し

た
。
し

か
し
、
こ
こ
は
全
て
区
有
・
法
人
有
・

図7-24　 南原開拓地の現況（ 一部）（昭和59秋）

私
有
の
土
地
で
そ
の
解
放
は
至
難

な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
ま

ず
親
交
の
厚
い
当
時
の
北
殿
区
長

有
賀
一
衛
を
説
得
し
、
中
野
原
の

北
殿
区
有
林
の
解
放
に
成
功
し
て

開
拓
の
端
緒
を
得
、
さ
き
の
六
名

に
よ
り
開
墾
小
屋
を
建
て
、
昭
和

二
一
年
の
春
早
々
に
鍬
入
れ
を
行

な
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

②
　
岡
谷
帰
農
組
合

終
戦
直
後
の
昭
和

二
〇
年

の

秋
、
当
時
の
岡
谷
市

長
林

七
六

は
、
か
つ
て
岡
谷
市
で
送
り
出
し
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第 ３節　農業経営の変革

た
満
州
開
拓
岡
谷
郷
の
引
楊
者
の
受
け
大
れ
と
、
市
内
疎
開
者
の
処
置
対
策
と
し

て
国
内
開
墾
を
計
画
し
、
そ
の
候
補
地
と
し
て
上
伊
那
に
目
を
つ
け
時
の
西
箕
輪

村
長
小
坂
昇
と
話
し
合
い
の
末
、
西
箕
輪
村
に
依
頼
す
る
こ
と
に
な
り
、
同
年
一

二
月
に
は
一
八
戸
の
入
植
希
望
者
を
送
り
出
し
た
の
で
あ
る
。

西
箕
輪
村
長
の
予
定
し
て
い
た
土
地
は
、
中
野
原
の
自
分
の
土
地
を
含
め
た
揚

所
で
あ
り
、
地
籍
は
南
箕
輪
に
所
属
し
て
い
た
。
な
お
、
こ
の
地
区
は
私
有
地
が

多
く
、
所
有
者
は
西
箕
輪
村
・
南
箕
輪
村
・
伊
那
町
等
に
ひ
ろ
が
っ
て
お
り
、
そ

の
解
放
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
殊
に
西
箕
輪
村
に
お
い
て
は
地
元
（
中
条
・
上

戸
・
与
地
）
の
入
植
希
望
者
、
増
反
希
望
者
等
多
数
に
上
り
、
他
所
者
の
入
植
に

は
風
当
た
り
も
強
く
、
厄
介
視
す
る
に
至
り
、
加
う
る
に
南
箕
輪
村
の
地
籍
と
い

う
こ
と
で
、
岡
谷
か
ら
の
入
植
者
受
け
入
れ
は
む
ず
か
し
か
っ
た
。

す
で
に
現
地
に
到
着
し
た
一
八
戸
の
人
々
は
厳
寒
の
冬
を
迎
え
、
犬
萱
井
筋
の

傍
に
共
同
宿
舎
を
建
て
て
、
ひ
た
す
ら
入
植
地
の
解
放
を
期
待
し
、
年
の
暮
に
は

留
守
居
の
二
、
三
名
を
宿
舎
に
残
し
て
こ
の
拠
点
を
確
保
す
る
こ
と
に
努
め
た
。

岡
谷
市
と
し
て
は
こ
の
対
策
に
苦
慮
し
林
市
長
は
南
箕
輪
村
に
働
き
か
け
、
遂
に

受
け
大
れ
の
諒
解
を
得
、
現
在
の
三
組
と
五
組
の
地
に
入
植
と
決
定
し
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
現
地
に
あ
っ
て
二
、
三
男
の
入
植
の
世
話

を

し
、
指
導
に
当
た
っ
て
い
た
原
義
重
郎
の
配
慮
が
大
き
か
っ
た
。

㈲
　
開
拓
増
産
隊

長
野
県
開
拓
増
産
隊
上
伊
那
支
隊
は
昭
和
二
一
年
四
月
結
成
さ
れ
、
北
安
曇
郡

松
川
村
増
産
隊
本
部
に
お
い
て
Ｉ
か
月
の
訓
練
を
受
け
、
上
伊
那
郡
に
お
け
る
開

拓
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
時
の
長
野
県
知
事
物
部
薫
郎
が
国
内

開
拓
の
重
要
な
こ
と
を
思
い
、
各
郡
に
隊
員
を
募
集
し
一
三
支
隊
を
編
成
し
、
松

川
に
増
産
隊
本
部
を
置
き
必
要
な
技
能
訓
練
を
施
し
、
入
植
と
食
糧
増
産
の
使
命

遂
行
を
期
し
た
も
の
で
あ
る
。

上
伊
那
に
お
い
て
は
、
四
〇
余
名
の
応
募
者
が
あ
り
、
支
隊
長
に
入
戸
勝
人
が

任
命

さ
れ
、
副
支

隊
長
一
、
指
導
員

二
名

の
幹
部
四
名

が
決
定

さ
れ
た
。
松
川
に

お
け
る

Ｉ
か
月

の
訓
練

は
無
事
終
了
し

た
が
、
入
植
地

の
設
定

は
前
述

の
よ
う
に

障
害

が
多

く
容
易
に
決

ま
ら
な

か
っ
た
。
当
時

の
地
方
事
務
所
耕
地
課
長
大
久
保

清
利

は
大
変
心
配
し
、
献
身
的
に
説
得
に
努

め
た
が
入
植
地
は
決
定
に
至
ら
ず
、

こ
の
た
め
、
支
隊
長
と
し
て
は
四
〇
余
名
の
隊
員
を
抱
え
、
そ
の
処
遇
に
困
却
、

責
任
を
感
じ
て
辞
任
す
る
に
至

っ
た
。
や
む
な
く
、
全
隊
員
を
一
時
実
家
に
帰
し

て
待
機
さ
せ
、
増
産
隊
事
務
所
は
地
方
事
務
所
に
置
き
、
幹
部
隊
員

の
み
出
勤
し

て
、
耕
地
謀
や
中

央
会
の
係
員

と
協
力

し
て
入
植
地

の
獲
得
に
努

め
た
。
そ
の
結

果

、
一
〇

月
に
至
っ
て
、
新
山
馬

広
（
美
篤
村
の
飛
地
）
に
四
名
、
南
箕
輪
村
大
芝

原
に

九
名
、
同
中
野
原
に
八
名
、
計
二
一
名
が
入
植
の
決
定
を
見
た
。

中
野
原
に
関
し
て

は
原
義
重
郎
の
斡
旋
に
よ
り
村
当
局
の
諒
解
を
得
、

当
地
区

に
入
植
す
る
こ
と
に
な

っ
た
が
、
土
地
の
開
墾
に
関
し
て
は
地
主
の
許
可

を
得
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
交
渉

は
容
易

で
は
な
か
っ
た
。
耕
地
課

・
農
地
課

の
係
官

と
共
に
数

回
に
渡

り
訪
問

懇
請
を
し
て
一
一
月
に
至

り
、

よ
う
や

く
上

戸
の
鈴
木

正

弥
の
所
有
地
四
反
歩
余

の
解
放

を
受
け
、
開
墾
作
業

の
鍬
入

れ
を
す
る
こ
と
が

で

き
た
。
四
月
以
来
実
に
七

か
月

を
要
し
、
こ

の
間

の
退
隊
者
は
二
〇
余
名
の
半

数
に
及

ん
だ
。

㈲
　

西
原
帰

農
組
谷

西
原
地
区
は
中
野
原

の
西
端
に
位
置
し
、
出
身
者
は
ほ
と
ん
ど
上

戸
・
中

条
・

与
地

の
三
部
落
の
子
弟
及
び
縁
故

者
で
あ
り
、
土

地
の
所
有
者

は
同
部
落
に
属

す

る
人

々
が
主
で
あ
っ
た
。

昭
和
二
〇

年
の
秋
、
岡

谷
帰

納
組
合

の
人
々
が
時

の
西
箕
輪
村
長
小
坂
昇

の
斡

旋
に
よ
り
、
戦
時
中

、
農
兵
隊
に
よ
っ
て
簡
易
開

墾
を
実
施

し
た
約
二
二
町
歩

が

あ
り
、
こ
れ
に
麦

の
作
付
け
等
を
行
な

い
入
植
態
勢
に
あ
っ
た
の
に
刺
激
さ
れ
、
地

元
部
落

と
し
て
も
増
反

を
希
望

す
る
者
、
入

植
を
希
望

す
る
者

が
多

く
、
こ

れ
を

優
先

す
る
た
め
の
運
動

を
起
こ
し
、
急
速
に
開
墾
意
欲

を
高

め
、
地
元
出
身
者
に

夕㈲
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よ
る
開
拓

の
実
行
に
入

っ
た
の
が
昭
和
二
一
年
で

あ

る
。
（
岡
谷
か
ら
の
帰
農
組
合

の
人
々
は
後
に
南
原
開
拓
団
と
合
流
し
た
）

入
植
者
の
う
ち
与
地
出
身
者

九
戸

は
権
兵
衛
街
道
沿

い
に
入
植
、
中
条
出
身
者

七
戸
と
上
戸
出
身

者
の
七
戸

は
中

央
中

条
道
路
沿

い
と
北
側
に
入

植
し
た
。
西
箕

輪
村
に
お

い
て
開
拓
計
画

を
樹

て
た
の
は
大
萱

・
上
ゲ
溝
原

・
中
野
原

の
三
地
区

で
、
土
地
解
放
に
当
た
っ
て
は
地
主
の
猛
反

対
、
異
議

の
申
し
立
て
等
非
常
に
困

難
な
状
態
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
増
反

を
希
望
す
る
者
が
多
数
に
の
ぼ
り
、
土

地
の

配
分
に
は
一
方
な
ら
ぬ
苦
心
を
し
た
。
こ
と
に
、

増
反

に
は
地
元
有
力
者

の
発
言

が
強
く
、
入
植
者
へ
の
配

分
面

積
が
一
町
歩
を
割
る
状
態

で
、

後
数
次
に
わ
た
る

買
収
工
作
が
行
な

わ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
中
野
原
地
区
は
一
戸
当
た
り
平

均
一
町

九
反

余
を
確
保
で
き
た
の

は
幸

い
で

あ
っ
た
が
、
こ

れ
は
、
増
反
者
が
割
当
て
面
積
を
開
墾
し
切
れ
ず
入
植

者

に
回

わ
し

た
の
も
一
因
と
な

っ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
開
墾
作
業

が

い
か
に
困
難

な
も

の
で

あ
っ
た
か
を
物
語

っ
て

い
る

。

２
　

そ
の

後
の
開
拓
の

進
捗

巾

南

原

地

区

南
原
（
中
野
原
）
地
区

に
お
い
て
は
、

以

上
の
地
元

入
植
者
、

岡
谷
よ
り
帰
農

組
合

入
植
者
、
開
拓
増

産
隊
入

植
者

の
三
者
が
合
体
し
、
昭
和
二
二
年
初
頭
に
南

原

開
拓
帰

納
組
合

を
結
成

し
、
原
義

重
郎
を
初
代
組
合
長
に
推
し

た
。
こ

の
年
、

「
箕
輪
開
拓
事
業
所
」

が
設
立

さ
れ
、

そ
の
事
務
所

は
上
伊

那
地
方
事
務
所
内
に

置

か
れ
、
西
原

（
上
ゲ
溝
原
）
地
区

と
共

に
県
直

営
事
業

と

し

て

開
拓
事
業
が
進

め
ら
れ

た
。
す
な

わ
ち
、
開
拓
地
の
測

量
、
土
地
解
放
交
渉
、
国
に

よ
る
土
地

買

収
と
売
渡
し
、
入
植
者

の
営
農
指
導
、
物
資
の
配

給
等
が
行

な
わ
れ
、

よ
う
や

く

開
拓

は
軌
道
に
乗

っ
た
。

翌
二
三
年
四
月
、
南
原
開
拓
農
事
実
行
組
合
と
改
め
ら
れ
、
更

に
、

二
四
年

の

農
業
協
同
組
合
法

の
施
行
に
よ
り
、
正
規

の
法
人
と
し
て
南
原

開
拓
農
業
協
同

組

図7-25　 南原開拓記 念碑「拓魂」（ 昭和47. 建 立）

「拓魂」は開拓 精神を現 わし ，単に開拓事業を記

念するのみでなく，この魂を永 く子孫に伝え，村

造 りの原点 としたい悲願をこめたものである。

合

が

登
記

さ

れ
、

開

拓

事
業

の
遂

行

に

努

力

を
し

た

。

こ
う

し

て
、

入

植
以

来

二

七
年

を
経

て
、

営

農

、

建

設

工

事

等

順

調

に

進

展

を

見

、

昭

和

四

九
年

、

次

の

よ

う

な
開

拓

農

業

協

同

組

合

の
解

散
宣

言

を

す

る

こ
と

が

で

き

た

。

解
散

宣
言

昭
和
二
十
一
年
入
植
以

来
、
開

拓
精
神
に
則

り
、
新
し
い
村
造
り
に
邁
進
し
た
我

等
は

茲
に
南
原
開
拓
農
業
協
同
組
合
を
発
展
的
に
解
散
す
る
。

昭
和
四
十
九
年
四
月
二
十
一
日

南
原
開
拓
農
業
協
同
組
合

組
合
員
代
表
　

立
石
　

威

（
役
場
文
書
）

こ

う
し

て
、

昭

和

四

九

年

四

月

末

か
ら

開

拓

行

政

を

脱

し

て

一

般

農

家

に

移

行

、

普

通

の
農

家

と
し

て

一
人

前

の
扱

い

を
受

け

る

よ

う

に

な

っ
た

の
で

あ

る

。

卯4
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㈲
　

西

原

地

区

昭
和
二
二
年
に
開
拓
農
事
実
行
組
合
が
結
成

さ
れ
た
時
は
西
箕
輪
村
に
所
属
し

て
お
り
、
二
三
年
農
業
協
同
組
合
法

の
公
布
に

よ
り
、
西
箕
輪
開
拓
農
業
協
同

組

合
と

な
り
、
地
籍

は
南
箕
輪
村
で
農
協

は
西
箕
輪
農
協

の
組
合
員
と

い
う
変
則
的

な
立
場
に

お
か
れ
、
多

く
の
不

便
が
あ
っ
た
。
し

か
し
、
開
拓
事
業

は
県
直
営
事

業

と
し
て
進
め
ら
れ
順

調
に
行

な
わ
れ
た
。

開
拓

が
進
捗
す
る
に

つ
れ
て
、
南
箕
輪

の
南
原
開
拓
団

と
の
境
界

を
設
定
す

る

必
要
に
迫

ら
れ
、
地
方
事
務
所
耕
地
課
長
の
斡
旋
に
よ
り
、
両
組
合

の
代
表
に
よ
り

現

地
調
査
を
行

な
い
、
昭
和

二
三
年
最

後
の
協
定
に
達

し
た
。
立
会
人

は
南
箕
輪

村

長
清
水
国

人
、
西

箕
輪
村
長
原

賢
一
、

開
拓
者
代

表
原
儀

重
郎
・
有
賀
正
男
外

数
名
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
開
拓
組
合
の
境
界

が
確
立
さ
れ
、
両

者
互
い
に
開

拓
に
専
念
し
、

共
同

開
墾
も
実
施
し
て
大

い
に
進
捗
を
見

た
。
（
こ
の
境
界
は
開
拓

組
の
界
で
あ
り
南
原
区
と
し
て
の
区
制
に
は
関
係
が
な
い
）

前
記
の
よ
う
に
西
原
地
区
開
拓
組
合
員
の
出
身
は
ほ
と
ん
ど
西

箕

輪

村

で

あ

り
、
行
政
面
に

お
い
て
は
強
く
西
箕
輪
村
住
民
た
る
こ
と
を
望
ん
で
地
籍
の
変
更

を
求

め
、
再
三
運
動
が
行

な
わ
れ
た
。
昭
和
二
七
年
一
〇

月
に
は
入
植
者
の
連
判

図7-26　 西原地区開拓記念碑「拓魂」

（昭和53.12. 建立）

に
な
る
「
西
箕
輪
村
住
民
希
望
申
請
書
」
を
作
成
し
、
両
村
長
を
通
じ
て
議
会
に

提
出
し
そ
の
承
認
を
求
め
た
。
そ
の
後
も
南
箕
輪
村
役
場
に
お
い
て
再
三
陳
情
活

動
が
行
な
わ
れ
た
が
議
会
の
承
認
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

現
在
、
自
治
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
南
原
区
制
施
行
に
よ
り
同
区
に
編

入
さ
れ
て
い
る
。
開
拓
者
同
士
と
し
て
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
り
互
い
に
協
力
し

て
区
の
発
展
に
つ
と
め
て
い
る
。

３
　
開
拓
者
の
苦
労

田
　
南
原
開
拓
者
と
水

南
原
地
域
は
、
昔
は
中
野
原
と
称
す
る
入
会
地
の
林
野
で
、
一
面
の
原
っ
ぱ
で

あ
っ
た
。
標
高
七
五
〇
～
八
〇
〇
ｍ
の
扇
状
地
の
中
間
に
位
置
し
、
東
に
傾
斜
し

て
い
る
が
ぽ
ぼ
平
坦
で
あ
る
。
こ
の
地
形
か
ら
す
れ
ば
理
想
的
な
農
耕
地
で
あ
る

が
、
古
く
か
ら
戦
前
ま
で
放
置
さ
れ
、
わ
ず
か
な
赤
松
か
ら
ま
つ
等
の
林
と
広
い

原
野
と
で
あ
り
、
耕
地
と
し
て
は
全
く
利
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
土
地
が
や
せ
た
火
山
灰
土
で
、
作
物
が
よ
く
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
あ

る
が
、
何
よ
り
も
第
一
に
水
の
な
い
こ
と
が
原
因
で
あ
っ
た
。
流
水
は
も
ち

ろ

ん
、
飲
用
に
供
す
る
水
は
皆
無
で
、「
水
の
な
い
所
に
大
は
住
め
な
い
」
と

い
う

こ
と
ば
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
戦
後
の
諸
事
情
か
ら
、
こ
の
人
の
住
め
な
い
と
い

う
場
所
に
入
植
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

入
植
の
そ
の
日
か
ら
困
っ
た
の
は
水
で
あ
っ
た
。
飲
む
水
が
な
い
の
で
あ
る
。

約
二
㎞
離
れ
た
と
こ
ろ
に
大
萱
井
筋
（
赤
岩
井
堰
）
が
通
っ
て
い
た
。
こ
の
水
を

汲

ん
で
露
命

を
つ
な

い
で

い
た
。
降
雨

の
際
に
は
、
で
き
る

だ
け
雨

水
を
溜
め
て

お
い
て
利
用
し
た
。
大
萱
井
筋
の
水
は
、
小
沢
川
か
ら
引
水
し
た
水
で
、
水
利
権

の
複
雑
な
水
で
あ
っ
た
。
こ
の
水
を
正
式
に
分
与
し
て
も
ら
う
こ
と
は
並
大
抵
の

こ
と
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
努
力
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
衛
生
上
か
ら
み
て
も
、
水
汲
み
の
重
労
働
か
ら
み
て
も
、
も
っ

と
近
く
に
水
を
求
め
た
か
っ
た
。
近
く
の
水
と
い
え
ば
、
大
萱
井
堰
の
水
を
分
与

卯5
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し

て
も

ら
い
南
原
地
区

ま
で
引
水
す

る
こ
と
と
、
地
下

水

を
汲
む
井

戸
に
求
め
る

は

か
な

か
っ
た
。
こ
れ
は

い
ず
れ
も
難
事
業
で
あ
っ
た
。
以
下

、
水
を
求
め
た
努

力
の
跡
を
ふ
り
返
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ア
　

赤
岩
井

堰
（
大
萱
井
堰
）
の
水

約
二
1
1離

れ
た
所
に
、
大
萱
井
筋

と
称

す
る
水
田
濯
漑
用

の
水
路

が
通

っ
て
い

た
。
こ
の
水

路
は
明
治
初
年

ま
で
水
利

の
乏
し

さ
に
苦
し
ん
で
き

た
大
萱
が
、
北

沢
川
赤
岩
地
籍

か
ら
よ
う
や
く
に
し
て
引
水
し
た

い
わ
ゆ
る
赤
岩
井

堰
で
あ
る
。

明
治
御
一
新
と

い
う
よ
う
な
大
変
革
期
で
な
け
れ
ば
、
ま
た
筑
摩
県
本

山
盛
徳

と

い
う
よ
う
な
強
引

な
役
人
が

い
な
け
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
水
利
権

の
な
い
水
を
新

し
く
ひ
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
乏
し
い
し
か
も
貴

重
な
水
を
分

け
て
も
ら
う
こ
と
は
、

至
難
の

こ

と

で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
戦
後
し
か
も
現
に
入
植
し
て
し
ま

っ
て

い
る
人
々
に
、
生
活
用

水
を
分

け
な
い
と

い
う
こ
と

は
で

き
な
い
。

国
に

お
い
て
も
開
拓

の
用
水

の
重
要
さ

を
認

め
、
畑
地
濯
漑

の
名
目
で
水
源

の

あ
る
と
こ

ろ
に

は
国
庫
補
助
に
よ
り
通
水

の
道
が
開

か
れ
た
。

当
地
区
は
先
に
岡
谷
帰
農
組
合
が
入
植
を
計
画
し
た
昭
和
二
一
年
に
、
大
萱
水

利
組
合

か
ら
大
萱
井
筋

の
水
を
分
譲
す
る
と

い
う
困
難
な
約
定
を
成
立
さ
せ
る
こ

と
が
で
き

た
。
敗
戦
後
と

い
う
非
常
な
時
代
で
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
で
き
た
約
定
で

あ

っ
た
。

こ

の
水

は
単
に
大
萱
区
と

だ
け

の
話
で
は
な
く
、

北
沢
川

（
小
沢
川
）

の
水
利
権
を
も
つ
五
部
落
即

ち
小
沢
区

、
荒
井
区

、
坂
下
区

、
山
寺
区
、
西
町
区

の
了
解
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
話
合

い
は
耕
地
課
の

係

官

を

交

え
、
数
次
に
わ
た
っ
て
開
か
れ
て
、
よ
う
や
く
に
し
て
で
き
あ
が
っ
た
。
画
期

的

な
も

の
で
あ

っ
た

。

次
の
「
水
利

権
に
関

す
る
約
定
書
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
正

式
に
は
「

赤

岩
井

堰
一
部
変
更
約
定
書
」
と
表
記

さ
れ
、

入
植
者
一
八
戸
の
飲
料

水
と
し
て
、

大

萱
井

堰
中

の
四

角
林
で
、

径
三
寸
土
管

を
六
尺

水
平
に

す
え
て
、

そ
の
水
を
引

く

こ

と

を
認

め

る

と

い

う

の
で

あ

る

。

そ

の

た

め
上

流

か

ら

の
取

水

を

増

す

た

め

に

、

従

来

三

尺

六
寸

で

あ

っ

た
大

萱

の
取

水

枡

口

を

四

尺

に

拡

げ

る

と

い
う

も

の

で

あ

っ

た

。

昭

和

二

一
年

三

月

二

六

日

、

関

係

六
区

の
総
代

の
印

と

地

方

事

務

所
長

・
伊

那

町

長

・

西

箕

輪
村

長

・
耕

地

課
長

の
名

が
連

ね

ら

れ

て

い
る

。

水
利

権
に
関

す
る
約
定
書

昭
和

二
十
一
年
三
月
二
十
六
日
　
　

伊

那

町

西
箕
輪
村

大

萱

区

赤
岩
井
堰

一
部
変
更
　
　
　

約
定
書

分
水
桝
改
造
に
付
き
一
部
変
更
約
定

昨
二
十
年
度
秋
期
大
洪
水
に
て
赤
岩
堰
西
岸
一
部
を
残
し
根
底
よ
り
欠
潰
し
た
る
た
め
、

明
治
十
六
年
締
結
の
約
定
第
弐
條
の
條
款
に
基
づ
き
両
者

立
ち
合
い
協

議
の
上
、
従
来
の

木
造
枡
に
て
は

屡

流
失
又
腐
朽
等

の
こ
と
あ
る
に
鑑
み
、
之
を
石

造
の
枡
に
改

め
堰
堤

の
石
積
に
組
み
込
み
堅
牢
の
も
の
と
な
し
、
猶
西
箕
輪
村
与
地
地
籍
字
俗
称
四
角
林

の
入

植
者
十
八
戸
の
飲
料
水
と
し
て
、
大
萱
井

筋
中
同
地

点
に
径

三
寸
土
管

の
取
入
口

六
尺

を

水
平

に
据

え
て
の
引

水
を
割

譲
す
る
様
に
と
、
長
野
県
庁
上
伊

那
出
張
所
耕
地
課

よ
り
の

請
い
に
よ
り
上
流
よ
り
の
増
水

を
図

り
同
井
筋

の
保
全
に
付

き
考
慮

す
る
こ
と
、
右
地
点

外
に
引
水

せ
ぬ
こ
と
を
条
件

と
し
て
水
枡
分
度
を
左

の
如
く
改
む

。

一
、
旧
水
枡
分
水
定
度

一
丈

八
尺

（
分
柱
を
除
く
）

の
内
伊
那
町
枡
口
一
丈
四
尺
四
寸
大

萱
耕
地
枡
口
三
尺

六
寸

一
、
新
水
枡
分
水
度
一
丈

八
尺

（
分
柱

六
寸
を
除
く
）

の
内
伊
那
町
枡
口
一
文
四
尺
大
萱

区
枡
口
四
尺

右

の
通
り
両
者
惣
代
熟
議

の
上
約
定
す
。
之
に
要
す

る
費
用
は
大
萱
の

負

担

と

す
。
但

し
、
多
額

の
費
用
を
要
す

る
場
合

は
伊
那
町
に
て
も
上
司
に
向
い
助

成
を
仰
ぐ
こ
と
に
協

力

な
す
可
し

。
此

の
条
款

の
外
全
約
定
に

つ
い
て
は
寸

毫
と
雖
も
犯
す
も
の
に
あ
ら
ず
。
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依

っ
て
右
一
部
変
更
約
定
に
連
署
捺
印
侯
也
。

昭

和
二
十

一
年
三
月

二
十

六
日

上
伊

那
郡
伊

那
町
　
　
　
　
　

小
沢
区
惣
代
　

印

山
寺
区

″
″

印

荒
井
区

″
″

印

西
町
区

″
″

印

坂
下
区

″
″

印

上
伊

那
郡
西
箕
輪
村
　
　
　
　

火
萱
区

″
″

印

上
伊
那
地
方
事
務
所
長
　
　
　

鈴
木
新
平
　
　

印

伊

那
町
長
　
　
　
　
　

林

八
十
司
　
　

印

西
箕
輪
村
長
　
　
　
　

小
坂
昇
　
　
　

印

上
伊
那
地
方
事
務
所
耕
地
課
長
大

久
保
清
利
　

印

（
伊

那
市
役
所

文
書
）

こ

の

約

定

に

よ

っ
て

、

水

利

権

の
問

題

は
大

筋

の
了

解

加

え

ら

れ
、

続

い

て
大

萱
区

と

の

間

に

協

定

が
結

ば

れ

た

。
「
南

原

開

拓

地

利

用

水

に

関

す

る

協

定

書

」

が

そ

れ

で

、

こ

れ

に

は

分

水

枡

の

大
萱

分
か

従

来

三

尺

六

寸

で

あ

っ

た

所

を
四

寸

広

め

て

四

尺

と

な

っ
た

。

そ

し

て
先

に

は

飲
料

水

に
使

用

す

る

と
限

定

さ

れ

て

い

た

が

、

分

与

さ

れ

た

水

は

い
か

よ

う

に

使

っ
て

も

よ

ろ

し

い

と

な

っ
た

。

し

か

し

、

そ

の

使

用

前

に

大

萱

井

筋

か

ら

の

集

水

平

隨

道

の
工

事

を

す

る

こ

と

が

条

件

に

な

っ

て

い

た

。

南
原
開
拓
地
利
用
水
に
関
す

る
協
定
書

今
般
南
箕
輪
村
よ
り
南
原
開
拓
地
畑
濯
漑
用
水
を
西
箕
輪
村
大
萱
水
路
西
箕
輪
村
与
地

地
籍

（
四
角
林
）
よ

り
申
し
受
け

た
き
希
望
申
し
込
み
が
有

っ
た
に
対
し
西
箕
輪
村
と
し

て

は
左
記

事
項
充
分
了
知

の
上

な
ら

ば
如
何
様
に
御
利
用
相
成

る
と
も
異
存
な
き
に
付
き

御
希
望
に
副
ふ
為
協
定

い
た
し
ま
す
。

記

ナ
、
南
箕
輪
村
北
沢
・地
籍
小
沢
川
よ
り
大
萱
用

水
路
取
入

口
に

於
て
分
水
枡
を
四
寸
拡

め

此

の
水
を
開
拓
者
に
分
与

す
。
但

し
二
十
一
年

の
協
定
に
依

る
。

一
、
大
萱

水
路
を
地
区
に
到

達
す
る
ま
で
共
用

さ
せ

る
こ

と
。

一
、
建
設
工

事
集
水

険
道

の
費
用

は
大
萱
水
路
を
整
備
し
使
用
す

る
を
条
件
と
す

る
事
。

昭

和
二
十
六
年
十
一
月
一
日

西
箕
輪
村
長
　
　

原
　
　

賢
一
　

印

南
箕
輪

村
長
　
　

堀
善

左
衛
門
　

″

立
合

人
　
耕
地
課
長
　
　
　

竹
内
　

恒
男
　

″

（
役

楊
文
書
）

燧

道

を

コ

ン

ク

リ

ー

ト
で

巻

立

て

る
工

事

は
開

拓

者

の
責

任

に

お

い

て
実

施

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

こ

れ

は

き

び
し

い
条

件

で

あ

っ

た

が
、

幸

い
に

国

庫

の
助

成

を

う

け
完

成

す

る

こ

と

が
で

き

た

。
工

事

費

は
四

〇

〇

余

万

円

で

あ

っ

た

。
燧

道

に

は

銅
板

に

「
農

地

開

発

建

設

工

事
　

長

野

県

」

と

き

ざ

ま

れ

て

い

る

。
こ

の

よ

う

に

し

て
、

開

拓

地

区

内

に

通

水

が
で

き

る

よ

う
に

な

っ

た

。

畑

地
濯

漑

施

設

と
し

て
、

昭

和

二

七
年

に

測

量

が
実

施

さ

れ
、

昭

和

二

八
年

起

工

さ

れ

た

。
石

綿

セ

メ

ン

ト
管

埋

設

延

長

二
〇

〇

〇

ｍ

、

総

工

費

八

〇

〇

万

円

で

、

昭

和

三

一

年

に

完

成

し

た

。

｀
１

竺

四
角
林

卜
二

図7-27　 大萱用水より開拓地への畑地潅漑施設
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こ

の
水
は
、
図
７
－
2
7
の
よ
う
に
四
角
林
で
分
水
さ
れ
、
権
兵
衛
街
道
に
沿

っ

て
流
下

し
、
開
拓
地
に
入

っ
て
二
分
さ

れ
、
一

つ
は
そ

の
ま
ま
東
進
し
て
伊

那
町

（
伊
那
市
）
中
野
原
開
拓
地
区
を
う
る

お

し
、

一

つ
は
北
進
し
て
中
条
上

戸
部
落

出
身

の
入
植
地
を
通
り
、
東
に
折

れ
て
南
原
開
拓
組
合
地
区
を
東
進
し
て
西
天

竜

幹
線
に
至
る
、
全
長
二
〇
〇
〇
ｍ

余
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る

。

こ

の
施
設
に
よ

っ
て
、
水

の
問
題
が
解
決
し

た
。

一
応
、
完
成
し
た
こ
の
施
設
で
あ
り
、
西
原

や
中

野
原

で
は
現
在

で
も
使
用

し

て

い
る
が
、
な
お
衛
生
上
の
見

地
か
ら
不

備
の
点
が
多
か
っ
た
。
大
萱
井

筋
は
土

型
で
あ

っ
た
た
め
降
雨

の
た

び
水
が
濁
り
、
伝
染
病
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら

飲
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

昭
和

四
一
年

に
な
っ
て
三
〇
〇

余
万
円

の
県
費

補
助

を
う
け
て
用
水
管

を
更
新

し
、
濾
過

施
設

を
し
て
、

よ
う
や

く
安
心
し
て
飲
用
で

き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
開

拓
以
来

二
〇
年

た
っ
て
、

よ
う
や

く
え

ら
れ
た
安

心
で

あ
っ
た
。

な
お
、

一
つ
だ
け

の
濾
過
池
で

は
ま
だ
不
充
分
で

あ
っ
た
の
で
、
昭
和
四

七
年

に

は
八
六
五
万
円

を
か
け

て
「
専
用

水
道
敷
設
工

事
」
が
施
工

さ
れ
る
よ
う
に
な

っ

て
、
始

め
て
完
備

し
た
水
道
と

な
っ
た
。

こ
こ
で
水
利
用

の
問
題

は
一
応

の
解
決

を
み

た
の
で
あ
る
が
、
し

か
し
こ

れ
は

開
拓
地

が
新
し

く
水
利
権

を
獲
得
し

た
の
で

は
な

い
。
開
拓
地
に
水
は
分
与
し

た

が
、
赤
岩
井

堰
に

つ
い
て
の
口
出
し

を
す
る
こ
と

は
、
許

さ
な

い
と
水
利
用

の
制

限

が
つ
い
て
い
る
。
明
治
一
六
年

の
赤
岩
新
堰
約
定
書

の
第
三
条
に
も
と
づ
き
、

取
入
口
水
量

の
制
限
が
、
念

を
お
さ
れ
て
確
約

さ
れ
て

い
る
。

「
開
拓
地
分
水
約
定
書
」
は
次

の
よ
う
に
も

の
も

の
し

い
も

の
で

あ
っ
た
。
先

に
も
述

べ
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
水
利
権

の
な
い
大
萱
区

が
、
明
治
御
一
新
と

い

う
大
転
換
期
に
、

よ
う
や

く
に
し

て
わ
り
こ
み

え

た
大
萱
井

（
赤
岩
堰
）
に
も
、

水
使
用

の
制
限
が

つ
い
て

い
た
。
い
ま
、
新
し

く
開
拓
地

が
わ
り
こ

ん
で

き
た
の

で

あ
る
か
ら
、
そ

の
制
限
が
改

め
て
確
認

さ
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
昭
和
二

七

年

三

月

六
日

の
こ

と

で

、

連

署

者

の
も

の
も

の
し

さ

か

ら

も

、

そ

の
念

お

し

の
強

さ

が

お
し

は

か

ら

れ

る

。

開
拓
地
分
水
約
定
書

昭
和
二
十
一
年
三
月
二
十

六
日
締
結

の
約
定
書
に
基
づ
き
大
萱
井
筋
よ
り
開

拓
地
十
八
戸

の
飲
料
水
と
し
て
分
与
し

た
る
約
定

は
今
回
申
入
れ
に
依
り
中

の
原
開
拓
地
域
に
分
与
す

る
こ
と
を
認
承
し
更
に
左
記
條
項
を
確
約
す

る
。

記

一
、
赤
岩
堰
分
水
枡
中
大
萱
分

の
三
尺

六
寸
な

る
を
四
尺
と
し
て
即

ち
四
寸
を
拡
大
し
た

る
は
旧
来

の
木
造
枡
を
石
造
と

な
す
に
付
き
種

々
の
理
由
に
よ
れ
る
条
件
に
し
て
開
拓
地

の
為
の
み
の
拡
張
に
非

ら
ず
従
っ
て
赤
岩

堰
に
就
て
容
縁
を
許
さ

ず

一
、
非
常
な

る
旱
舘
に
て
流
末

の
用
水
に
差
し
支
え
田
地

の
旱
魅
あ
る
場
合
は
明

治
十
六

年
三
月
二
十
日

の
赤
岩
新
堰
約
定
書
第
三
条
に
基
づ
き
取

入
口
水
量
の
制
限

を
な
す
こ
と

あ
り

右
関
係
者
一
同
合
議

の
上
約
定
連
署
捺
印
す
。

昭
和
二
十

七
年
三
月
六
日

坂
下
区
民
代

表
　
　
　

小
林
　

行

造

荒
井
区

″

″
　
　
　

三
沢
　
定

良
　
外

三
名

小
沢
区

″

″
　
　
　

唐
沢
　

清

志
　
外
四

名

西
町
区
長
　
　
　
　
　

根
津
四
郎

左

山
寺
区
長
　
　
　
　
　

柿

木
　

次
和
　

外
四
名

西
箕
輪
開
拓
農
業
組
合
　
　
　
　
　
　
　

尾
崎
　

静
直

西

村
　

重
雄

尾
崎
　

才

一

南
箕
輪
開
拓
農
業
協
同
組
合
　
　
　
　
　

立
石
　
　

威

中

の
原
開
拓
農
業
協
同
組

合
　
　
　
　
　

古

林
　
俊

三

田
村
二

左
衛
門

大

萱
区

長
　
　
　
　
　

白
沢
　
利
行

卯8
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大
萱
水
利
組
合
代
表
　
　
　
　
　
本
山
　
喜
八
外
一
〇
名

立
会
人
　
耕
地
課
長
　
竹
内
　
恒
男

伊
那
町
長
　
熊
谷
友
一
郎

伊
那
町
助
役
田
畑
五
郎
司

（
伊
那
市
役
所
文
書
）

こ
の
よ
う
に

し
て
、

こ
の
困

難
な
赤
岩
井

堰

夭

萱
井
堰
）
の
水
は
、

条

件

づ

き
で

は
あ
る
が
分
与

さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ

れ
は
敗
戦
直

後
と

い
う
生
死

を

か
け

た
の
っ
び
き
な

ら
な

い
時
代
と
、
関
係
者

の
努
力
、
善
意
等
や
国
県

の
助
成

等

々
に
よ

っ
て
、
よ

う
や

く
成
立
し

た
尊

い
賜
物
で
あ

っ
た
。

し

か
し
、
そ

れ
に
も

か
か
わ
ら

ず
、
時
代
と
共
に
水

の
需
用

は
増

す

ば

か

り

で
、
赤
岩
井
堰

の
水

だ
け
で
は
絶
対
量
が
不
足
し
て

い
た
。
そ
こ
で
、
こ

の
井
堰

の
水
と
併
行
し
て
求

め
ら

れ
て
来

た
「
井
戸
」
に

つ
い
て
語
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。

イ
　

井

戸

の

水

大
萱

の
井
堰

の
水
は
土
型
の
水
路
で
降
雨
の
際
は
ひ
ど

く

濁

っ
た
。
こ

の

水

を
飲
用
す
る
こ
と
は
衛
生
上
か
ら
み
て
も
好
ま
し
く
な
く
、
も

っ
と

良

質

の

水

を
、
も

っ
と
近
く
の
水
を
と
願
う
心
が
一
つ
に
な
っ
て
、
井

戸
を
掘
る
こ
と
に
な

っ
た
。

井

戸
を
掘
る
計
画

を
た
で
こ
れ
を
実
施
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
果

し
て
水
が
で

る
か
ど
う
か
が
あ
や
ぶ
ま
れ
た
。
付
近
の
古
老
の
話
で
は
全
然
出

な
い
と
い
う
。

な
お
、
悪

い
こ
と
に
は
、
そ
の
こ
ろ
や
は
り
水
に
苦
し
ん
で
い
た
大
芝
原
開

拓
地

夭

芝
区
）
で
井

戸
を
掘
っ
た
が
失

敗
に
終

わ
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

こ
こ
に

水
が
得

ら
れ
な
け

れ
ば
、
永
住

す
る
こ
と
を
断

念
し

な
け

れ

ば
な
ら
な
い
。
開

拓
の
命

運
を
賭

け
て
、
開
拓
増

産
隊
（
現
在
の
南
原
四
組
）
が
こ

の
冒
険
な
作
業

に
と
り
く
ん
だ
。
昭
和

二
二
年

の
春
先

の
こ
と
で

あ
る
。
従
来

の

井

戸
の
掘
り
方
で
は
曳
子
に
多
く
の
人
手
が
い
っ
た
。
開
拓
地

で
毎

日
開
墾

を
す

す
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
、
人

手
を
と
ら
れ
る
こ
と

は
致
命
的
な

痛

手
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
労
力
の
効
率
を
よ
く
す
る
た
め
、
満
州
式
の
巻
揚
式
を
採

用
し
た
。
そ
の
お
か
げ
で
、
作
業
は
意
外
に
捗
っ
て
い
っ
た
。

一
か
月
余
り
を
費
し
て
、
深
さ
一
五
間
掘
っ
だ
と
こ
ろ
、
幸
い
に
も
地
下
水
脈

に
掘
り
あ
た
っ
た
。
ま
こ
と
に
天
佑
で
あ
っ
た
。
立
派
に
飲
用
で
き
る
水
が
、
こ

ん
こ
ん
と
湧
い
て
で
て
き
た
。
付
近
の
人
が
出
な
い
と
い
う
水
が
で
て
き
た
の
で

あ
る
。

思
い
が
け
な
い
井
戸
掘
り
の
成
功
に
よ
っ
て
、
飲
用
水
を
確
保
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
は
、
開
拓
民
を
喜
ば
せ
勇
気
を
与
え
た
。
こ
れ
に
力
を
得
て
井
戸
利
用
の

道
が
開
か
れ
、
共
同
井
戸
四
か
所
ほ
か
に
個
人
井
戸
二
か
所
で
、
一
応
の
需
要
を

満
す
こ
と
が
で
き
た
。

そ
の
後
家
畜
の
増
加
に
伴
い
水
の
需
要
が
多
く
な
り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
汲

み
上
げ
の
労
力
か
ら
も
解
放
さ
れ
た
い
し
、
火
災
等
、
有
事
の
際
の
不
安
も
あ
っ

た
の
で
、
さ
ら
に
抜
本
的
に
用
水
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

南
原
開
拓
組
合
で
は
、

こ
の
問
題
解
決
の
た
め
、
「
大
型
井
戸
」

の
掘
削
を
計

画
し
た
。
独
自
の
計
画
だ
っ
た
た
め
全
組
合
員
が
当
番
制
で
、
昭
和
三
四
年
コ
一

月
厳
寒
の
候
に
昼
夜
兼
行
で
作
業
に
当
た
っ
た
。
一
か
月
余
り
を
費
し
て
十
数
間

を
掘
っ
た
が
、
こ
れ
は
水
量
が
少
な
く
て
、
残
念
な
が
ら
失
敗
に
終
わ
っ
た
。

そ
の
後
も
常
に
水
の
抜
本
的
解
決
を
求
め
て
き
た
。
昭
和
三
八
年
国
の
補
助
事

業
と
し
て
、
地
下
水
脈
の
電
探
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
調
査
結
果
は
う
れ
し
く
も

有
望
と
認
定
さ
れ
た
。
そ
こ
で
本
格
的
な
ボ
ー
リ
ン
グ
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
二

か
所
二
業
者
に
よ
っ
て
、
地
下
一
〇
〇
ｍ
余
を
掘
削
し
た
。
つ
い
に
、
清
冽
豊
富

な
水
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
総
工
費
三
〇
〇
余
万
円
で
あ
っ
た
。

こ
の
豊
富
な
地
下
水
を
水
源
と
し
て
、
昭
和
四
二
年
に
完
全
な
水
道
施
設
が
で

き
、
近
く
て
豊
富
な
水
を
労
力
を
費
や
さ
ず
し
て
何
不
自
由
な
く
使
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。
入
植
以
来
、
二
〇
有
余
年
の
歳
月
を
費
し
た
の
で
あ
る
。

夕卵
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犬
　
ウ
一
水
に
苦
労
し
。た
思
い
出

入
植
の
そ
の
日
か
ら
困
っ
た
水
の
問
題
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
み
ご
と
に

解
決
し
た
。
そ
し
て
永
が
解
決
す
る
と
と
も
に
、
南
原
の
め
ざ
ま
し
い
発
展
は
、

支
こ
と
に
目
を
み
は
る
も
の
か
お
る
。
し
か
し
、
入
植
当
初
か
ら
の
、
水
に
苦
労

し
た
思
い
出
は
、
後
々
ま
で
語
り
つ
い
で
い
き
た
い
。

共
同
浴
場
　
井
戸
掘
削
に
成
功
し
た
後
の
話
で
あ
る
。
火
山
灰
土
の
開
墾
作
業

は
、
一
日
の
勤
め
を
終
わ
る
と
身
体
の
隅
々
ま
で
そ
の
灰
上
が
潜
入
し
こ
れ
を
洗

い
落
と
す
の
は
よ
う
い
で
な
い
。
不
足
す
る
永
を
多
く
使
う
わ
け
に
は
い
か
な
い

の
で
、
入
浴
水
の
節
約
の
た
め
共
同
浴
場
を
設
け
る
案
が
ま
と
ま
っ
た
。
井
戸
の

傍
に
風
呂
場
を
建
て
、
当
番
制
で
沸
か
し
交
互
に
入
浴
し
た
。
五
衛
門
風
呂
の
小

さ
な
風
呂
に
二
〇
名
余
り
の
入
浴
で
後
に
回
っ
た
者
は
ほ
と
ん
ど
泥
水
と
化
し
、

湯
に
浸
り
、
か
え
っ
て
汚
れ
が
ひ
ど
く
な
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
気
持

ち
が
良
い
と
喜
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
伊
那
町
に
所
用
で
出
か
け
て
も
、
開

拓
地
か
ら
来
た
者
は
何
と
な
く
汚
れ
て
お
り
一
目
で
そ
れ
と
判
り
、「
あ
、
開

拓

が
来
た
」
と
い
っ
て
か
ら
か
わ
れ
た
も
の
で
、
殊
に
子
供
た
ち
は
伊
那
小
学
校
に

通
学
し
て
い
た
の
で
馬
鹿
に
さ
れ
る
と
悲
し
が
っ
た
。

洗
面
器
の
水
　
朝
起
き
て
洗
面
を
す
る
水
が
も
っ
た
い
な
く
て
た
だ
で
は
捨
て

ら
れ
な
い
。
こ
れ
で
器
具
を
洗
う
、
洗
濯
を
す
る
。
そ
の
他
に
何
か
洗
わ
な
い
と

も
っ
た
な
い
の
で
こ
れ
を
取
っ
て
お
く
。
こ
の
癖
が
抜
け
ず
今
で
も
洗
面
し
た
後

の
永
を
捨
て
る
の
を
怠
っ
て
、
子
供
だ
ち
か
ら
後
始
末
が
悪
い
と
小
言
を
言
わ
れ

る
が
、
身
に
し
み
た
癖
は
な
か
な
か
治
ら
な
い
。

水
汲
み
の
苦
労
　
乳
牛
の
飼
育
も
段
々
と
進
み
、
一
頭
飼
育
よ
旦
二
～
五
頭
と

多
く
な
る
と
、
こ
れ
に
飲
ま
せ
る
水
を
汲
む
の
が
大
仕
事
で
一
五
問
も
あ
る
深
井

戸
か
ら
の
縄
繰
り
は
女
手
で
は
こ
た
え
る
。
一
頭
の
牛
に
三
～
五
杯

を
要
す
る

の
で
、
全
部
に
飲
ま
す
と
へ
と
へ
と
に
疲
れ
、
そ
の
労
働
に
耐
え
ら
れ
ず
夫
婦
の

争
い
に
発
展
、
あ
る
い
は
こ
れ
が
も
と
で
別
れ
話
ま
で
持
ち
上
が
る
と
い
っ
た
例

も
あ

っ
た
。
今
完
備
さ
れ
た
水
道
の
栓
を
ひ
ね
る
と
き
、

ふ
と
往
時

を
思

っ
て
今

昔

の
感
に
耐
え
な

い
。

火
　

災
　

隣
接
す
る
伊
那
市
中
野
原
開
拓
地
の
出
来
事
で
あ
る
が
、
子
供
の
火

遊

び
か
ら
昼
火
事
が
起
き

た
。
火
は

ま
た
た
く
開
に
本
屋
に
燃
え
移

り

全

焼

し

た
。
日
中

の
こ
と
で
は
あ
り
、
近

く
に

は
多

く
の
人

が
畑
仕
事

を
し

て

い

た

の

で
、

直
ち
に
馳

せ
っ
け
て
消
火
に
当

だ
っ
た
の
で

あ
る
が
、
消
火
用
具

と
い
え

ば

ス
コ
ッ
プ
と
ジ
ョ
レ
ン
ぐ
ら

い
の
も
の
で
、

初
期

消
火
に

一
杯

の
バ
ケ
ツ
の
水

さ

え
あ

れ
ば
大
事
に
至
ら
な
か

っ
た
の
に
と
悔
や
ま
れ
た

の

で

あ

る
。
水
の
大

切

さ
、
貴

さ
を
身

を
も

っ
て
知
ら
さ

れ
た
一

つ
の
体
験
で
あ

っ
た
。

㈲
　

や
せ

た
酸
性
土
・
霜
害
・
悪

路

開
拓
地
一
帯

は
い
わ
ゆ
る
「
黒
ぼ

く
」
と

い
わ
れ
、
酸
度
（
回
）
四
～
五
の
強
酸

性
土

壌
で
ほ
と
ん
ど
の
作
物
に
不
適
で

あ
り
、
栽
培

を
し

て
も

生
産

の
上

ら
ぬ
土

地
で
あ
る
。
当
時
は
物
資
不

足
で
こ
の
酸
性
を
矯
正

す
る
石
灰
も

手
に
入

ら
ず
、

堆
肥
も
な
か
っ
た
。
や
む
な
く
毎
朝
食
前
作
業

と
し
て
一
里
余

の
道

程
を
牛
馬
糞

を
拾

い
集
め
て
堆
肥
を
作
っ
た
。
ま
た
、
下

肥
を
天

秤
で
か
つ
ぎ
上

げ
て
肥
料

と

し
、
雑
草
を

か
き
集
め
て
投
入
し
土
地
の
肥
培
を
図

っ
た
も
の
で
あ
る
。

当
初
、
付
近
の
人
か
ら
あ
の
よ
う
な
土
地
で
は
百

姓
は
で
き
ぬ
、
一
～
二
年
も

す

れ
ば
逃
げ
出
す

だ
ろ
う
と
言

わ
れ
た
ほ
ど
の
土
地
で
あ
っ
た
。
事
実
、
大

豆
を

作
っ
て
も
ご
了

五
寸
く
ら
い
し
か
伸
び
ず
、
英
は
四
～
五
個
く
ら
い
、
甘
藷
は
護

国
（
品
種
名
）
を
作
っ
た
の
で
あ
る
が
肥
大

せ
ず
ピ
ン
ポ
ン
玉

く
ら
い
の
も

の

し

か
穫

れ
ず
、

わ
ず
か
に
陸

稲
が
反
当
二

圭

二
俵

く
ら
い
穫

れ
た
だ
け
で

あ
る
。

気
象
関

係
も
悪

く
、
標
高
七
五
〇

～
八
〇
〇
ｍ

の
準
高
冷
地

の
た
め
、
初
霜

は

一
〇
月
一
〇

日
、
晩
霜
は
四
月
二
二
日
こ
ろ
（
二
七
日
の
こ
と
あ
り
）
で
、

こ
の
害

を
受
け
易
く
、
作
物
の
種
類
も
自
ら
制
限

を
受

け
、
当
時

の
主
作
物
は
大
豆
、

そ

ば
、
陸
稲
で
あ

っ
た
。
入
植
後
数
年
を
経
過
し
て
地
味
も
肥
え
、
野
菜
等
換
金
作

物

を
耕
作
し
出
荷
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
も
、
し
ば
し
ば
凍
霜
害
を
受
け
る

夕刀
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常
習
地
帯
で
あ
る
。
こ
れ
が
幸

か
不

幸
か
、
酪

農
経
営
へ
向
か
わ
せ
る
原
因

と
な

っ
た
と

い
え
よ
う
。

次
に
、
交
通
・
道
路
状
態

は
最
悪

で
あ
っ
た
。
道
と
は
名

ば
か
り
で
、
上
戸

・

中

条
道
・
権
兵

衛
街

道
等
は
幅
員

は
五
開

と
広
く
と
っ
て
あ
っ
て
も
、
中
央

が
く

ぼ
み
涸
れ
た
川

と
い
う
状
態

で
、
雨
降

り
と
も
な
れ
ば
谷
川

の
ご
と
く
、

ま
た
、

赤
色
の
火
山
灰
上

の
た
め
粘

り
着

古
、
滑

り
、
人

の
足

で
や

っ
と
拾

い
歩

き
が
で

き
る
と

い
う
あ
り
さ
ま
で
一
切

の
車
輛

は
途
絶
、
自

転
車

は
か
つ
い
で
歩

く
と
い

う
悪
路
で
あ

っ
た

。

こ
め

道
の
改

修
に
は
、
開

墾
作
業

の
か
た
わ
ら
全
員
連

続
一
か
月

の
勤
労
奉
仕

を
行

な

い
、

ど
う
や
ら
道
路
の
形

を
な
す
よ
う
に
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
つ
ら

い
思

い
が
、
す
べ
て
は
ま
ず
道
か
ら
と
い
う
合

い
言
葉
に

な
り
、

す
べ
て
の
作
業

は
道
を
最
優
先

と
す
る
気
風

を
生
み
出
し
、
今

日
で
は
村

一
番

の
道
路

が
で

き
あ

が
っ
た
の
で
あ
る
。

目
　

大
芝
原
に
お
け
る
入

植
開

拓

１
　

大
芝
原
開

拓
の

概
要

昭
和

二
〇
年

一
一
月
、

政
府

が
緊

急
開
拓

事
業
実
施
要
領

を
決
定
し
、

そ
れ
が

具
体
的
な
施
策
と
な
っ
て
実
施
に
移
さ
れ
始

め
た
こ
ろ
、
村
内
で

は
大
芝
原
開
拓

の
気
運
が
青
年
だ
も
の
間

か
ら
、

参
府
と
し
て
湧
き
あ
か

っ
て
来

て
い
た
。

こ
の
青
年
た
ち
の
動

き
の
う
ち
で
、
南
殿

の
有

志
青
年
に

よ
っ
て
結
成

さ
れ
た

大
芝
原

開
拓
青
年
同

盟
の
運
動

は
、
当
時
民

主
的
先
駆

的
農
民
団
体

と
し
て
結
成

さ
れ

た
南
箕
輪
農
民
会
（
会
長
清
水
国
人
）
の
支
援

を
受
け

な
が
ら
次
第
に

そ
の
輪

を
広
げ
、

つ
い
に
は
、
村
青
年
会
の
全
面

的
な
協
力

を
得
る
こ
と
に
な
り
、

全
村

的
な
青
年
運
動

と
し
て
盛
り
上

が
っ
て

い
っ
た
。

し

か
し
、
当
時
の
大
芝
原

は
天
下

の
美
林

と
誇
り
、
村
有
林

と
し
て
村

の
台
所

を
賄
う
大
切
な
財
産
で
あ

っ
た
か
ら
、
こ
れ
を
開
墾
し
て
畑

に
す
る
な
ど
と
い
う

こ
と
は
、
村

に
と
っ
て
は
大

変
な
こ
と
で
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。
村
当
局

は
当
然

の
よ
う
に
強

い
拒
否
反
応
を
示
し
た
。
し
た
が

っ
て
よ
り
強

い
運
動
を
展
開
す
る

た
め
農
民
会
が
中
心
に
な

っ
て
南
箕
輪
村
開
拓
組
合
を
結
成
し
、
事
務
所
を
農
業

会
（
現
在
の
伊
那
農
協
南
屁一
輪
支
所
）
の
一
隅
に
置

き
、
幹
事

が
常
勤
し

て

全
村
的

開
拓
運
動

の
推
進
に
あ
た

っ
た
。
そ
の
こ
ろ
の
時
代

の
大
勢
が
手
伝

い
、
関
係
者

の
精
力
的
な
活
動
も
あ

っ
て
遂
に
村
有
林
開
放
の
内
諾
を
得
て
、
先

遣
隊
員

の
募

集
を
し
た
と
こ
ろ
八
入
の
応
募
が
あ

っ
た
の
で
、
端
午
の
節
句
を
期
し
て
鍬
入
式

を
挙
行
入
植
を
決
行
し
た
。
昭
和
二
一
年
五
月
五
日
の
こ
と
で
あ
る
。

当
初
は
共
同

開
墾
と

い
う
こ
と
で
営
林
署
苗
圃
の
倉
庫
を
借
り
受
け
内
部
を
改

造
し
て
共
同

生
活
に
入
っ
た
。
開
墾
鍬
一
丁

を
頼

り
の
原

始
的
な
開
墾
で
前
途
多

難
を
思

わ
せ
た
が
、
二
〇
歳
前
後
の
血
気
盛
ん
な
若
者
た
ち
の
こ
と
だ
か
ら
そ
ん

な
こ
と
は
意

に
介

し
な
い
。
西
天

竜
の
幹

線
水
路
わ
き
の
松

林
の
中
に

ド
ラ
ム
譜

の
風
呂

を
置

い
て
野
天
風
呂

と
し

や
れ
こ
ん
が
り
、
幹
線
水
路
に

飛
び
込
ん
で
水

泳
を
し
た
り
、
時

に
は
夕
食

後
駆

入 植当時の共同宿舎28図7

足
で
町
へ
映
画
を
見
に
い
っ
た
り

し
て
、
共
同
生
活
は
質
素
で
は
あ

っ
た
が
な
か
な
か
楽
し
い
も
の
で

あ
っ
た
。
八
月
に
は
県
の
開
拓
増

産
隊
コ

ー人
が
入
っ
て
来
て
共
同

宿
舎
は
一
段
と
賑
や
か
に
な
っ
た

が
、
食
糧
難
の
時
代
の
こ
と
故
共

同
生
活
も
食
糧
の
調
達
に
は
苦
労

が
多
か
っ
た
。
続
い
て
第
二
次
本

隊
八
人
が
年
内
に
は
顔

を
揃
え

て
、
入
植
者
は
お
お
よ
そ
予
定
の

人
員
に
達
し
た
。
こ
の
あ
と
共
同

宿
舎
で
の
生
活
は
村
外
出
身
者
の

夕月
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図7-29　 入 植当初共同 生活における開

墾日誌と 炊事 日誌

増
産
隊
を
中
心
に
個
人
家
屋
完
成
ま
で
続
け
ら
れ
た
。
開
墾
当
初
は
ま
っ
た
く
海

の
も
の
と
も
山
の
も
の
と
も
先
の
見
え
な
い
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
、
前
途
に
見
切

り
を
つ
け
て
離
脱
す
る
者
も
多
く
出
た
が
、
す
ぐ
に
補
充
入
植
を
希
望
す
る
大
も

あ
っ
て
、
最
終
的
に
は
二
九
戸
で
集
落
を
形
成
し
た
。
当
初
の
計
画
で

は
村
内

二
、
三
男
対
策
と
し
て
出
発
し
た
事
業
で
あ
る
が
、
村
内
出
身
者
は
九
人
に
過
ぎ

ず
、
二
〇
大
は
村
外
出
身
者
を
受
け
入
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
村
内
出
身
者
に
脱

落
者
が
多
か
っ
た
こ
と
も
併
せ
て
興
味
深
い
点
で
あ
る
。

二
一
年
九
月
に
大
芝
原
開
拓
組
合
を
設
立
し
、
第
一
回
の
総
会
を
ひ
ら
い
て
い

る
が
、
翌
二
二
年
二
月
大
芝
原
開
拓
帰
農
組
合
と
改
称
、
同
年
七
月
大
芝
原
開
拓

農
事
実
行
組
合
と
し
て
法
人
化
さ
れ
、
更
に
二
三
年
コ

ー月
に
は
農
協
法
の
施
行

に
よ
っ
て
大
芝
原
開
拓
農
業
協
同
組
合
と
な
り
、
昭
和
四
九
年
開
拓
行
政
が
一
般

行
政
に
移
行
さ
れ
る
に
と
も
な
っ
て
組
合
が
発
展
的
解
散
を
と
げ
る
ま
で
入
植
者

の
団
結
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
り
、
ま
た
事
業
推
進
の
母
体
と
し
て
の
役
目
を
果
た

し
た
。

開
拓
用
地
は
大
芝
原
村
有
林
を
主
に
一
部
共
有
林
、
私
有
林
を
あ
わ
せ
て
九
六

町
七
反
歩
余
り
が
国
に
買
収
さ
れ
、
入
植
地
、
増
反
地
に
分
け
て
配
分
さ
れ
た
。

入
植
者
は
仮
配
分
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
開
墾
に
取
り
組
ん
だ
が
、
五
〇
～
六
〇

年
生
の
松
の
株
を
取
り
除
く
た
め
に
、
火
薬
抜
根
や
機
械
抜
根
を
導
入
し
た
が
、

余
り
成
果
が
上
が
ら
ず
取
り
止
め
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
開
墾
は
全
部
開
墾
鍬

一
丁
で
仕
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
苦
労
は
筆
舌
に
つ
く
せ
ぬ
も
の
で

あ
っ

た
。
二
五
年
に
は
正
式
に
土
地
配
分
が
行
な
わ
れ
て
宅
地
を
含
め
て
一
町
八
反
歩

の
土
地
が
各
人
に
売
り
渡
さ
れ
、
外
に
付
帯
地
六
町
八
反
歩
余
り
が
共
有
地
と
し

て
売
り
渡
し
に
な
っ
た
が
、
後
に
こ
の
内
の
一
部
は
国
が
買
収
す
る
際
の
内
約
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
元
地
主
に
返
却
さ
れ
、
ま
た
一
部
は
水
利
権
の
代
償
と
し

て
大
泉
区
に
移
譲
さ
れ
た
。
土
地
が
売
り
渡
し
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
開
墾
作

業
も
急
速
に
進
み
三
〇
年
の
成
功
検
査
の
段
ど
り
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

開
拓
地
の
建
設
は
、
開
墾
を
進
め
る
と
共
に
水
を
引
き
道
を
つ
く
り
家
を
建
て

る
こ
と
が
、
同
時
に
進
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
水
を
求
め
て
の
長
い
年
月

に
及
ぶ
苦
闘
の
歴
史
は
、
特
筆
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
道
路
の
建
設
は
水
の
確

保
が
優
先
さ
れ
て
遅
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
区
画
整
理
が
さ
れ
て
道
路
用
地

は
確
保
さ
れ
て
い
た
の
で
、
春
秋
の
砂
利
敷
作
業
に
よ
っ
て
し
だ
い
に
悪
路
は
解

消
さ
れ
た
。
住
宅
の
建
設
は
意
外
に
早
く
、
昭
和
二
二
年
の
三
月
最
初
の
一
戸
が

建
っ
て
か
ら
二
四
年
に
は
全
戸
が
完
成
す
る
と
い
う
ス
ピ
ー
ド
で
あ
っ
た
が
、
こ

れ
は
村
有
林
か
ら
立
木
二
〇
石
ず
っ
の
特
別
払
下
げ
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
大
き
な

助
け
と
な
っ
て
の
結
果
で
あ
っ
た
。
狭
い
な
が
ら
も
生
活
の
揚
が
完
成
し
た
こ
と

に
よ

っ
て
独
身
者
も
次

々
と
結
婚
し
子
供
も
生
ま
れ
て
、
開
拓
地
に
は
活
気
が
辰

つ
た
。
二
四
年
の
秋
に
は
電
燈
工
事
が
完
成
し
入
植
以
来
の
ラ
ン
プ
生
活
に
別
れ

を
告
げ
た
。
前
途
に
光
明
を
見
た
よ
う
な
明
る
さ
で
あ
っ
た
。
二
七
年
に
は
開
拓

地
の
西
端
に
隣
接
す
る
村
有
林
内
に
神
社
を
創
建
し
、
大
芝
神
社
と
定
め
た
。
其

後
現
在
地
に
移
転
し
敷
地
五
畝
歩
を
正
式
に
村
か
ら
譲
り
受
け
、
四
九
年
に
は
大

工
柴
田
宗
太
郎
父
子
の
手
に
よ
っ
て
新
社
殿
が
造
営
さ
れ
た
。
例
祭
日
を
一
一
月

三
日
と
定
め
、
鳥
山
宮
司
に
よ
っ
て
祭
祀
が
と
り
行
な
わ
れ
て
い
る
。
又
境
内
に

は
天
満
宮
も
祀
ら
れ
、
毎
年
子
供
た
ち
が
集
ま
っ
て
天
神
様
の
お
祭
り
が
行
な
わ

貯2
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れ
る
。
公
民
館
も
三
三
年

の
暮
に
で
き
上

が
っ
た
。
村

か
ら
無
償
払
下

げ
ら

れ
た

小
学
校

の
旧
校
舎

を
解
体
復
原
し
、
内
部
を
す

っ
か
り
改
造
し
、
さ
ら
に
玄
関
構

え
も
堂

々
と
仕
上
げ
ら
れ
て
、
部
落
の
中
央
に
建
て
ら
れ
た
。
会
議
室
三
室
に
大

広
間
、
炊

事
場
、
物
置
を
備
え
た
公
民
館
は
、
各
種
会
合
に
利
用
さ
れ
て
今
日
に

至

っ
て

い
る
。

昭
和
三
〇
年
に
は
、
国
に
よ
る
成
功
検
査
が
行
な
わ
れ
て
開
墾
作
業
の
一
応
の

完
成
を
見
る
が
、
そ
れ
は
外
見
的
に
畑

の
体
裁

が
で

き
た
と
い
う
だ
け

の
も

の
で
、

作
物
が
生
育
し
経
営
が
成
り
立
つ
た
め
の
農
地
と
し
て
は
、
は
な
は
だ
頼
り
な
い

極
端
に
や
せ
た
火
山
灰
土
で
し
か
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
れ
を
周

辺
の
既
耕
地
に
負

け
な
い
耕
地
と
す
る
た
め
に
は
、
長
い
年
月
の
忍

耐
と
努
力
が
必
要
で
あ
っ
た
。

開
拓
地
で
の
農
業
経
営
の
変

遷
を
見

る
と
、
昭
和

二
〇
年
代

は
、
開

墾
と
建
設

に
明

け
暮

れ
た
時
代

で
あ
る
か
ら
、

農
業

生
産
に
見

る
べ
き
も
の
は
な
く
、
自
家

用

に
も
こ
と
欠

く
あ
り
さ
ま
で

昭和30年代初めこ ろの開拓地30図7

あ
っ
た
が
、
馬
糞
拾
い
や
落
葉

集
め
か
ら
始
め
て
、
ま
ず
土
地

を
肥
や
す
こ
と
に
専
念
し
た
。

家
畜
も
山
羊
・
鶏
・
緬
羊
・
豚

の
小
動
物
か
ら
、
役
用
の
牛
馬

も
入

っ
て
来

た
。
陸
稲
・
麦

類
・
雑
穀
・
薯
類
と
作
柄
も
し

だ
い
に
よ
く
な
っ
た
が
、
地
力

の
な
い
悲
し
さ
で
、
干
魅
や
凍

霜
害
の
被
害
を
受
け
易
く
、
こ

の
年
代
の
終
わ
り
に
お

い
て

も
、
農
業
所
得
で
家
計
を
賄
え

る
農
家
は
稀
で
、
ほ
と
ん
ど
の

者
が
既
存
農
家
の
手
伝

い
や
土
木
工
事
で
糊
口

を
し

の
い
で

い
た
の
が
実
情
で
あ

っ
た
。

昭
和
三
〇
年
代

は
、
二
〇
年
代
末

か
ら
高

ま
っ
た
酪
農
熱

（
協
乳
運
動
等
）
に

よ
っ
て
乳
牛

の
飼
育
農
家

が
増
え
、
ほ
と

ん
ど
全
戸
に
普
及
す
る
勢

い

で

あ

っ

た
。
し

か
し
、

そ
の
飼
養
規
模

は
一
、
二
頭

か
ら
数
頭
止
り
で
、
又
乳
価
も
不

安

定

で
あ
っ
た
か
ら
、
農
家

は
現
金
収
入

の
道
を
求
め
て
四
苦

八

苦

し

た
。
梨

・

桃
・
葉

ク
バ
Ｊ
・
短
根
人
参
・

ス
ィ

ー
ト
コ
ー

ン
・
長
芋

・
桑
苗
と
、

数
多
く
の

換
金
作
物
が
試
み
ら
れ
て
は
消
え
た
。
農
協
の
生
産
資
材
代

金
の
未

払
い
が
累
積

し
て
、
供
給
停
止
の
寸
前
ま
で

い
っ
た
の
も
こ
の
こ
ろ
で
あ
る
。
三
五
年
に

は
加

エ

ト

マ
ト
の
契
約
栽
培
が
導
入
さ
れ
た
。
生
産
者

価
額

が
保
障
さ
れ
て
い
た
こ

と

も
あ
り
、
栽
培
指
導
も
行
届

い
た
の
で
ほ
と
ん
ど
の
農
家
に
普
及
し
、
酪
農

と
と

も
に
経
営
の
柱
と
し
て
重
要
な
作
目

と
な
っ
た
。
高
度
経
済
成
長

の

波

に

の

っ

て
、

日
本
人
の
食
生
活
が

図7-31　 運動場で日光浴をする牛（ 昭和42.2）

多頭化か進むにつれ，このようなのんび りした

風景もみられなくなった

向
上
し
、
ト

マ
ト
ジ

ュ
ー

ス
や
ト

マ
ト
ケ
チ
ャ
ッ
プ

の
消
費
が
爆

発

的

に

ふ

え
、
そ
の
栽
培
面
積
が
急

速
に
増
大

し
た
の
も
こ
の

こ
ろ
で
あ
る
。

昭
和
四
〇
年
代
に
入

る

と
、

隆
盛
を
き
わ
め
て
い

た
ト
マ
ト
栽
培
も
、
労
力

の
問
題
や
連
作
障
害
に

よ

る
病
害

の
多
発
等
に

よ
っ

て
し

だ
い
に
衰
微
し
、
代

わ
っ
て
酪
農
専
業
多
頭
化

夕Ｈ



新しい南 箕輪第7 章

の

時

代

に

入

る

。

わ

れ

て

、

作

業

の

能

率

は

飛

躍

的

に

向

上

し

生

産

は

増

加

し

た

。

し

か

し

そ

の

反

』

羅

…
…一

一
一

ヽ

］ 匹

・
　
　
　
　

レ
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……
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゛゙
゛
｛
ゝ
’私
設

１ １
剔
　

１ １

｀゙
’
ｍ

…
…

一
’

。
　

㈲
　
　

れ

゛
　

又

乳

価

は

据

置

き

と

な

り

、

祐
謳
　
　
　
　
　
　
　

皿
昌
　
　
　
　

。・
　
緬

宍
　
　
　
　

ｊ

｝
　

・
・

混

…゙
　

…
…

…

゛
…
…

Ｊ
　

あ

わ

せ

て

肉

価

は

低

迷

し

て

畜

産

戮

・

゛
一

一 一

一

　

一
一一

一
…

…
…

…
…

一

一一
一

Ｊ

… …
一

一
一

…
…

一

臨一 一

、

。

∩

且

れ

れ

バ

活
環
境

は
整
備

さ
れ
た
。
周
辺
に

は
大
小

の
工
場

が
進
出
し

て
就
業

の
場
に
こ
と

欠
か
な
い
。
宅
地
化

の
波

も
足

も
と
ま
で
押
し
寄
せ

て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
変
化

の
中

で
、
青
春
の
夢
を
一
途
に
大

芝
開

拓
に
託
し
た
若
者

た
ち
も
、

す
で
に
其

の

大
半
は
老
齢
に
達
し
、
世
代

交
替
の
時
期
に
入
っ
た
。
初
代

が
守
り
育

て
て
来

た

農
地
や
生
活
環
境
を
、

ど
の
よ
う
に
守
り
発
展
さ
せ
て

い
く
か
、

変
転
き

わ
ま
り

な

い
時
代
に
対
処
す
る
、
新
し

い
世
代
の
取
り
組
み
が
注
目
さ
れ
る
。

２
　

大
芝
原
開
拓

と
青
年
運
動

終
戦

の
翌
年
、
昭

和
二
一
年
の
二
月

の
は
し
め
、
南
殿

の
一
軒

の
農
家
の
俎
燧

を

か
こ
ん
で
三

人
の
青
年

が
語

り
あ
っ
て
い
た
。
大
芝
原

の
村
有
林

を
開

墾
し

て
百

姓
を
や
る
う
と
い
う
相
談
で
あ
っ
た
。
村
有

林
を
開
放

し
て
も
ら
う
と
な
る
と
よ

ぼ
ど
の
覚
語
で
け
じ
め
な
い
と
、
実
現

は
し
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
、

運
動

の

た
め
の
組
織
を

つ
く
る
こ
と
に
な

っ
た
。
大
芝
原

開
拓
青
年
同

盟
が

そ

れ

で

あ

る

。
彼
ら
は
そ
の
趣
意
書
を
起
草
し
そ
れ
を
持

っ
て
村
民
の
同

意
を
求
め
る
こ
と

に

な
っ
た
。
手
始

め
に
、
南
殿

の
区
内
を
一
戸
一
戸
歩

い
て
趣
旨
を
説
明
し
賛
同

図7-33　 昭 和21年 村青年会 運動 会に使った

大芝開拓 組合即製応援旗

の
署
名
を
も
ら

っ
た
。
あ
ら

か
た

の
区
民

の
賛
同
に
力

を

得

た

の

で
、
次
に
村
青
年

会
の
弁
論
大
会

に

弁
士
を
送
っ
て
、
大
芝
原
開
拓

の
必
要
性
を
力
説
し
た
。

反

響
は
予
想
以
上

に
大

き
く
、

村
青
年
会
（
吉
村
秀
明
会
長
）
は
早

速
後
援
活
動
を
け
じ
め
、
各
部
落

に

後
援
者

を
置

い
て
、
盟
友

の
募

集
活
動
や
、
実
現

へ
の
積
極
的
協

力

を
約
束

し
た
。
そ
れ
か
ら
僅
か

の
日
数
を
経
て
、
各
部
落

か
ら
集

沢4
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ま

っ
た
盟
友
は
三
〇
余
名
の
多
き
に
達
し
た
。
そ
こ
で
、
「
大
芝
原
開
拓
に

つ

い

て

の
建
白
書
」
を
村
当
局
（
赤
羽
菊
七
村
長
）
に
提
出
し
早
期
実
現
を
陳
情
し
た
。

四
月
初
め
に
は
、
農
民
会
が
中
心
に
な
っ
て
南
箕
輪
村
開
拓
組
合
が
結
成
さ
れ
、

五
月
五
日
の
先
遣
隊
入
植
と
な
っ
た
。

先
遣
隊
員
八
人
は
、
一
人
の
妻
帯
者
を
除
き
二
〇

歳
前
後
の
青
年
で
、

こ
の
あ

と
本
隊
と
し
て
入
植
し
た
増
産
隊
を
け
じ
め
入
植
の
ほ
と
ん
ど
が
、

一
〇
代
、

二

〇
代
の
青
年
で
あ
っ
た
。

大
芝
原

の
開
拓
は
、
名
実
と
も
に
青
年
に
よ
る
一
大

運
動
で
あ
っ

た

の

で

あ

３
　

戦
後
の
開
拓
と
農
民
大
会

南
箕
輪
村
に
お
け
る
戦
後
開
拓
と
清
水
国
人
の
か
か
わ
り
に
、
農
民
会
長
時
代

と
村
長
在
任
中
の
二
期
に
大
別
さ
れ
る
。

終
戦
直
後
の
昭
和
二
〇
年
の
秋
か
ら
二
一
年
に
か
け
て
は
、

復
員
兵
士
や
、
外

地

か
ら
の
引
揚
者
、
あ
る

い
は
軍
需
工
場
の
失
業
者
、
都
会
か
ら
の
疎
開
者
、
等

々
が
農
村
に
ひ
し

め
い
て

い
た
時
代
で
あ
る
。
国
全
体
が
有
史
以

来
の
敗
戦
と

い

う
冷
厳
な
現
実
の
も
と
に
、
職
を
失

い
食
に
飢
え
茫
然
自
失
の
状
態
に
あ

っ
た
。

こ

の
村
も
例
外
で
は
な

か
っ
た
が
、
老
人
や
女
子
供
で
長

い
開
の
留
守
を
守

っ
て

来

た
家

々
に
は
、
働
き
盛
り

の
男

た
ち
が
続

々
と
帰

っ
て
来
て

い
た
。
長

い
戦

い

に
奪

わ
れ
て

い
た
労
働
力
と
、
比
較
的
知
識
水
準

の
高

い
人
材
が
農
村
に
還
元
さ

れ
た
時
代
で
も

あ
る
。
し

た
が

っ
て
、
早

く
も
新
し

い
文
化
活
動

の
き
ざ
し
も
見

ら
れ
た
し
、

い
ろ
い
ろ
の
組
織
づ
く
り
も
試
み
ら

れ
て

い
た
。
こ
れ
ら
の
中
で
、

い
ち
早

く
結
成

さ
れ
た
の
が
南
箕
輪
農
民
会
で
あ
る

。
終
戦
直
後
の
こ
と
で
あ
る

か
ら
、
村

の
政
治
、
経
済
を
け
じ

め
全
般
に

わ
た
っ
て
戦
時
中
の
古

い
体
制
が
そ

の
ま
ま
温
存
さ

れ
て

い
た
。
こ

の
古

い
殼
を
打
ち
破

っ
て
、
新
し

い
農
村
の
姿
を

追
求
す

べ
く
結
成

さ
れ
た
の
が
こ

の
会
で
、
清
水
国
人
を
中
心
に
新
進
気
鋭
の
人

々
が
参
加
し

た
。
後
に
戦
後

の
復
興
期
に
村
内

の
い
ろ
い
ろ
な
分
野
で
そ
の
推
進

力
と
な
っ
た
人
々
の
集
団
で
あ
る
。

こ
の
農
民
会
が
取
り
組
ん
だ
の
が
戦
後
の
開
拓
事
業
で
あ
る
。
昭
和
二
〇
年
一

一
月
政
府
は
緊
急
開
拓
事
業
実
施
要
領
を
閣
議
決
定
し
、
二
一
年
一
月
に
は
村
内

の
山
林
原
野
の
う
ち
平
坦
地
に
あ
る
も
の
の
大
部
分
が
適
地
と
し
て
県
知
事
の
指

定
を
う
け
た
。
農
民
会
は
こ
の
情
報
を
つ
か
む
と
、
村
内
農
家
の
二
、
三
男
対
策

と
し
て
其
の
実
現
に
乗
り
出
す
。
其
の
こ
ろ
現
在
の
南
原
地
区
で
は
原
義
重
郎
等

が
、
ま
た
、
大
芝
原
地
区
で
は
南
殿
の
青
年
た
ち
が
開
拓
の
気
運
を
醸
成
し
つ
っ

あ
っ
た
の
で
、
清
水
国
人
は
こ
れ
ら
の
人
々
と
連
絡
を
と
り
支
援
体
制
を
整
え
て

い
っ
た
。
適
地
指
定
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
ま
だ
法
的
拘
束
力
は
な
く
、
手
を
こ

ま
ね
い
て
い
て
は
用
地
の
取
得
は
困
難
で
、
村
有
地
、
共
有
地
、
私
有
地
と
複
雑

多
岐
な
関
係
者
を
、
説
得
し
理
解
さ
せ
る
こ
と
は
難
事
中
の
難
事
で
あ
っ
た
。
こ

の
時
期
に
お
け
る
彼
の
精
力
的
な
活
動
は
、
特
筆
大
書
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
戦

後
の
南
箕
輪
は
彼
の
存
在
を
無
視

上伊那開拓10周年記 念祝賀式の清水国人34図7

し
て
論
ず
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

ろ
う
。
戦
後
の
混
乱
期
に
、
家
業

を
顧
み
ず
東
奔
西
走
し
た
農
民
会

長
時
代
の
活
躍
は
後
に
開
拓
村
長

の
名
声
を
は
せ
た
基
礎
を
な
す
も

の
で
あ
ろ
う
。

二
一
年
四
月
、
南
箕
輪
村
開
拓

組
合
を
結
成
し
自
ら
組
合
長
と
な

り
土
地
解
放
の
折
衝
に
専

念
し

た
。
四
月
の
終
り
に
は
大
芝
原
の

開
拓
に
つ
い
て
村
当
局
と
大
筋
の

了
解
が
成
立
し
、
五
月
五
目
に
先

遣
隊
を
現
地
に
入
植
さ
せ
た
。
南

舅5
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原

地
区

で
も
話
し
合

い
が
進
ん
で
共
同
開

墾
に
着
手
し

た
。
更
に
両
地
区
と
も
県

の
開

拓
増
産
隊
を
受

け
入
れ
る
な
ど
、
次

々
と
入

植
者

を
ぶ
や
し

て
い
っ
た
。

当
初
の
計
画

で
は
村
内
二
、
三
男
対
策

と
し

て
出
発
し

た
事
業
で

あ
る
が
、

よ

り
広

い
視
野
か
ら
事
業

の
推
進
を
図

ら
な
く
て
は
と
、
関
係
者

を
説
得
し
村
外

か

ら
の
受
け
入
れ
に
踏
み
切

っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
昭
和
二
二
年
四
月

か
ら

四
一
年
三
月
に
か
け
て
の
一
九
年
間

の
う
ち
一
五
年

一
〇

か
月
に

わ
た
り
村
長

の

要
職
に
あ

っ
た
清
水
国

人
は
、

陰
に
陽
に
開
拓
者

の
立
揚

を
擁
護

し
、

そ
の
健

全

な
成
長
を
助
け
た
。
開

拓
地
の
水
の
確
保
に

つ
い
て
の
水
利
権
交
渉
に
仲
介
役

と

し
て
骨
を
折
っ
た
り
、
神
社
社

地
を
村
有

林
内

に
設
定

す
る
こ
と
に

つ
い
て
議

会

を
説
得
す
る
な
ど
、

そ
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
村
内

各
開

拓
地
に
共
通
し
て
そ

の
存
在
の
意
義
は
大

き
か

っ
た
。

４
　

大
芝
原
開
拓
と
水

こ
の
地
帯
が
未

墾
地
と
し
て
残
っ
て

い
た
鏝
大

の
原
因

は
水
利

の
便
が
な
か
っ

た
こ
と
に
あ
る
。
木
曽
山
脈
か
ら
流
れ
出
た
永
は
伏
流
水
と
な

っ
て
地
下

に
浸

透

し
、
地
下

水
位
は
極
め
て
低
く
、
井

戸
水
も
出
な

い
と

い
う
の
が
古
く
か
ら
の
定

説
で
あ

っ
た
。

こ

の
よ
う
な
地
帯
に
入
植
し
て
開
拓
を
行
な
う
に
は
、
ま
ず
飲
料
水
を
確
保
す

る
こ
と
が
先
決
で
あ

っ
た
。
大
芝
開
拓
を
指
導
し

た
清
水
国
人
は
こ
の
点
を
重
く

み

で
、
水

の
見
通
し
が
っ
く
ま
で
は
軽

々
し
く
現
地
に
入
植
さ
せ
て
は
ま
ず

い
と

考
え
、
こ
の
問

題
の
解
決

に
全
力

を
か
た
む
け
る
決
意

を
し

て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

血
気
に
は
や

る
青
年

た
ち
は
遮
二
無
二
早
期
入
植
を
図
り
、
昭
和
二
一
年
の
五
月

に

は
先
遣
隊
と
し
て
現
地
入
植
を
決
行
し

た
。
こ

の
時

か
ら
水
道
完
成
ま
で
約
一

三
年
間
、
水
利
権
者

の
大
泉
区
と

の
懸
案
で
あ

っ
た
分
水
施
設

の
改
善
、
土
地
権

利

の
移

転
登
記
に

つ
い
て
の
円
満
解
決
に
至

る
ま
で
二
六
年
間
、
入
植
者
二
九
戸

に

よ
る
長

い
長

い
水

を
求

め
る
闘

い
が
始

ま
っ
た
。

当

時
は
、
地
区

の
東
端
を
流

れ
る
西
天
竜
幹
線
水
路
の
水
が
主
要
な
用

水
源
で

あ
っ
た
。
あ
る
人
は
天

秤
で
、
あ
る
人
は
荷
車
で
、

道
と
は
名

ば
か
り
の
泥

と
埃

リ

の

道

を

苦

労

し

て

運

ん

だ

。

そ

の

水

が

炊

事

洗
濯

か

ら

一
切

の
用

を

足

し

た

が

、

そ

の

確

保

の

た

め

の
苦

労

は

並
大

抵

の

も

の

で

は

な

か

っ

た

。

水

の

問

題

を

解

決

す

る

に

は

、

ま

ず

水

源

の

確

保

が
先

決

で

あ

る

が
、

す

で
に

ほ

と

ん
ど

の
水

源

は

既

存

部

落

に

占

有

さ

れ

て

い
て

、

関

係

者

は

頭

を

痛

め

た

。

そ

の
結

果

三

つ
の

案

に

つ

い
て

検

討

が

な

さ

れ

た

。

第

一

は

大

泉

川

の

伏

流

水

を

集

水

す

る

方

法

、

第

二

は

当

時

既

に

廃

井

と

な

っ
て

い
た

大

泉
区

の
大

泉

所

山

四

ノ

沢

を

水

源

と

す

る

新

井

を

改

修

復

原

し

て

導

水

す

る

方

法
、

第

三

は

電

気

探

査

に

よ

る

地
下

水

脈

の
発

見

利

用

で

あ

っ
た

。

第

三

の

方

法

に

つ

い
て

は

専
門

家

に

依

頼

し

て

探

査

を

試

み

た

が

、

水

脈

を

発

見

す

る

こ

と

は

で

き

な

か

っ

た

。
（
最

近
に
至

っ
て
地
区
内

の
二
、
三
の
事
業
所
で
は
豊
富
な
水
脈
を
掘
り
当
て
て
利
用

し
て
い
る

が
当
時

の
技
術
で
は
探
知
が
で
き
な
か
っ
た
）
第

二

の
大

泉

所

か

ら

の
導

水

計
画

は
、

水

量

も

豊

富

で

あ

り

最

も

有

望

視

さ

れ

た

が

、

予

算

的

に

水

源

ま

で

の
距

離

が
遠

す

ぎ

る

点

と

、

水

利

権

交

渉

の

困

難

さ

が

併

せ

て

配

慮

さ

れ

た

結
果

、

第

一
案

を

実

行

す

る

こ

と

に

な

っ
た

。

こ

れ

よ

り

先

、

昭

和

二

一

年

の

秋

に

は

自

力

で

縦
井

戸

の
掘

削

を

試

み

た
が

、

一
五

開

近

く

掘

り

下

げ

て

も

水

は

出

な

か

っ
た

。

当

時

は
終

戦

直

後

の

こ
と

と

て

麻

縄

も

な

く

、

三

縄

を

よ

り

合

せ

て

太

縄

を

つ
く

り

、

丸

太

で

や

ぐ

ら

を

組

ん
で

古

井

戸

の
滑

車

を

つ
る

し

、

交

替

で

穴

を

掘

り

下

げ

た

。
素

人

の

こ
と

と

て

随

分

苦

労

も

し

、

ま

た

縄

が

切

れ

か

け

て

危

険

な

場

面

も

あ

っ

た

。

本

格

的

な

導

水

工

事

は
昭

和

二

二

年

の
三

月

に

は

し

ま

っ
た

。

大

泉

川

左

岸

直

下

の
伏

流

水

を
大

泉

新
ｍ

と

吹

上

の
中

間

点

で

集

水

し

、

川

底

を

右

岸

に

渡

り

大

芝

原

の
村

有

林

を
斜

に

横

切

っ

て
、

部

落

の
西

端

に

達

し

、

部

落

の
中

を

縦

断

し

て
給

水

す

る
構

想

で

あ

る

。
飲

用

水

道

と

し

て

は
補

助

対

象

と

な

ら

な

か

っ
た

の

で
、

畑

地

か

ん

が

い
施

設

と
し

て
計

画

実

施

さ

れ

た

。
工

事

は
賦

役

を

主

体

と

し

た

が
、

集

水

隨

道

な

ど

の

一
部

工

事

は
請

負

工

事

と

し

て

進

め
ら

れ

た
。

昭

和

二

夕拓



第３節　農業経営 の変革

二
年
に
は
隨
道
工
事
を
含
む
導
水
路
の
掘
削
を
完
了
し
、
翌
二
三
年
一
月
請
負
師

生
方
祐
三
に
よ
っ
て
水
源
地
に
縦
坑
二
か
所
が
試
掘
さ
れ
た
が
、
其
の
成
果
を
見

ぬ
ま
ま
、
二
月
に
は
大
泉
新
田
唐
沢
栄
一
の
請
負
に
よ
っ
て
集
水
隨
道
の
掘
削
、

導
水
管
の
敷
設
工
事
が
始
ま
り
、
六
月
に
は
全
線
に
わ
た
っ
て
ヒ
ュ
ー
ム
管
の
敷

設
工
事
が
行
な
わ
れ
て
、
待
望
の
通
水
を
見
た
。

同
年
一
一
月
二
四
日
に
は
開
拓
祭
を
兼
ね
て
水
道
の
完
成
祝
賀
会

が
行

な

わ

れ
、
入
植
者
全
員
の
外
二
〇
余
人
の
関
係
者
が
集
ま
っ
て
盛
会
で
あ
っ
た
。
し
か

し
よ
ろ
こ
び
も
束
の
間
、
こ
の
水
道
は
大
き
な
欠
陥
を
さ
ら
け
出
し
た
。
そ
れ
は

水
路
の
構
造
的
な
欠
陥
と
水
量
の
不
足
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
二
六
年
に
集
水

燧
道
一
〇
〇
ｍ
の
延
長
工
事
を
実
施
し
な
が
ら
も
、
断
水
、
渇
水
を
く
り
返
し
、

遂
に
枯
渇
し
た
。
昭
和
二
五
年
こ
ろ
か
ら
こ
の
水
源
に
見
切
り
を
つ
け
、
新
し
い

水
源
を
求
め
る
声
が
出
て
来
た
の
で
、
昭
和
二
七
年
に
は
各
方
面
に
運
動
を
展
開

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

新
規
事
業
に
つ
い
て
当
局
は
既
に
大
き
な
事
業
量
を
消
化
し
て
い
る
と
難
色
を

示
し
、
ま
た
新
し
い
水
源
と
し
て
上
げ
ら
れ
た
四
ノ
沢
の
水
利
権
者
で
あ
る
大
泉

区
は
開
拓
付
帯
地
全
部
を
交
換
条
件
に
示
す
な
ど
、
実
現
は
困
難
か
と
思
わ
れ
た

が
、
村
当
局
は
じ
め
関
係
者
の
努
力
が
実
を
結
ん
で
事
業
認
可
と
な
っ
た
。
大
泉

図7-35　 水道工事に取 組む開拓者

(羽広地籍に て昭和29.11)

区
と
の
折
衝
も
数
次
に
わ
た
る
談
合
の
末
、
大
泉
井
養
水
貸
借
契
約
が
締
結
さ
れ

た
。
工
事
は
昭
和
二
八
年
コ

ー月
着
工
、
二
八
年
度
導
水
路
工
事
一
八
〇
〇
ｍ
、

二
九
年
度
導
水
路
工
事
コ

ー○
Ｏ
ｍ
の
施
工
に
よ
っ
て
、
既
設
の
水
路
の
末
流
に

取
付
け
が
完
了
し
通
水
を
見
た
。
し
か
し
既
設
の
区
開
か
、
半
丸
太
の
く
り
抜
き

樋
で
地
面
に
露
出
し
て
い
る
た
め
、
冬
期
間
は
完
全
に
凍
結
し
て
一
滴
の
水
も
流

れ
な
い
。
そ
こ
で
昭
和
ご二

年
に
は
半
額
地
元
負
担
の
付
帯
工
事
を
計
画
し
、
七

三
八
ｍ
の
導
水
路
と
、
集
水
池
を
、
同
年
コ
一
月
か
ら
正
月
に
か
け
て
厳
し
い
寒

気
と
雪
の
中
を
、
全
員
出
役
に
よ
る
突
貫
工
事
で
完
成
し
た
。
さ
ら
に
三
三
年
に

は
簡
易
水
道
と
し
て
各
戸
に
配
管
利
用
す
る
た
め
の
工
事
を
行
な
い
、
大
芝
村
有

林
内
に
貯
水
槽
を
設
け
、
下
流
コ

ーニ
五
ｍ
に
塩
化
ビ
ニ
ー
ル
管
を
埋
設
し
て
、

通
算
コ
二
年
目
に
漸
く
近
代
的
な
水
道
が
完
成
し
た
。
こ
れ
ま
で
に
施
工
さ
れ
た

水
路
の
総
延
長
は
七
、
七
六
三
ｍ
、
総
工
費
四
〇
二
万
五
八
四
四
円
、
二
九
戸
に

賦
課
さ
れ
た
総
人
工
数
四
、
ご二

七
人
、
一
戸
目
量
三
石
（
五
四
〇
こ

の
代
償

と
し
て
譲
渡
し
た
山
林
四
九
七
一
・
九
坪
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
汗
と
涙
の

結
晶
と
し
て
の
貴
い
水
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
開
拓
と
氷
と
の
困
難
な
関
係
は
そ
れ
で
終
止
符
を
う
つ
こ
と
に
な

ら
な
い
。
分
水
量
を
厳
格
に
制
限
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
分
水
枡
か
ら
は
僅
か

口
一
ｍ
の
水
道
管
で
あ
っ
た
。

水
源
か
ら
流
れ
込
ん
だ
落
葉
一
枚
で
も
口
を
ふ
さ
げ
ば
、
水
は
完
全
に
止
ま
る

不
合
理
な
施
設
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
が
月
の
内
に
何
回
と
な
く
繰
返
す
の
で
水

道
係
の
苦
労
は
並
大
抵
の
こ
と
で
な
か
っ
た
。
断
水
を
繰
返
す
水
道
に
住
民
の
不

満
は
た
か
ま
っ
た
。

計
器
を
取
り
付
け
て
使
用
制
限
を
し
た
が
、
た
び
た
び
断
水
を
し
て
は
計
器
も

用
を
な
さ
な
い
。
分
水
施
設
の
改
善
を
申
入
れ
た
が
埓
が
あ
か
な
い
。
こ
の
状
態

が
昭
和
四
一
年
の
村
営
水
道
完
成
ま
で
続
い
た
が
、
四
七
年
大
泉
区
も
よ
う
や
く

重
い
腰
を
あ
げ
て
、
土
地
の
所
有
権
移
転
登
記
を
条
件
に
分
水
施
設
の
改
善
を
行

夕俘
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な
っ
た
が
、

こ
の
時

こ
の
水
道

は
、
村
営
水
道

の
補
助
的
役
割

を
果

た
す
に
過
ぎ

な

い
、

い
わ
け

畜
舎
用

の
水
道
で
し
か
な
か
っ
た
。

か
つ
て
二
九
人
の
開
拓
者
が
水
を
求
め
て
往
復

し
た
足

跡
は
、

一
本

の
細

い
道

を

か
た
ち
づ
く
り
、
大
芝
原

の
山
林
を
北
西

に
横
切

り
、

分
か
れ
て
一
本
は
そ
の

ま
ま
大
泉
川

の
河
川

敷
を
斜
め
に
渡
り
、
一
本
は
真
直
ぐ
西

に
向
か
っ
て
大

泉
所

の
水
源
に
至
る
。
こ
の
水
路
に
そ
っ
た
一
本
の
足
跡
の
道
を
、
人
々
は
水
の
道
と

呼
ん

だ
が
、
今
は
苔

む
し
草
繁

っ
て
跡

か
た
も
無
く
、
時
代
の
変
遷

を

思

わ

せ

聯
　
北
原
に

お
け

る
開
拓

北
原

の
開
墾

は
、
村
有
及

び
私
有

の
山
林
と
原
野
で
、
こ

れ
は
戦
時
中
、
食
糧

増

産
の
目
的

で
農
兵

隊
を
動
員
し

て
、
簡
易
開
墾
と
称
し
大
畦
に
荒
起
し

を
し
て

こ
れ
を
耕

起
し
て
な
い
雑
草
に
覆

っ
て
盛
土

と
し
、
こ

の

上

に

作

付

け
（
ラ
イ

麦
・
甘
藷
・
ソ
バ
・
陸
稲
等
）
す
る
方
法

で
耕

作
し
た
が
、
間
も
な
く
終
戦
と
な
り
、

農
兵
隊
が
引

き
揚
げ
た
跡
で
あ
る
。
岡

谷
出
身

の
笠
原

亀
之
助
所
有
地

が
不
在
地

主
と

い
う
こ
と
で
、
解
放
農
地
と
し
て
当
初
七
名
に
対
し
八
反

歩
が

売

り

渡

さ

れ
、
こ

れ
が
入
植

の
発
端
と
な

っ
た
。

そ

の
後
、
当
地
区
に
入
植
す
る
希
望
者
は
個
人
で
そ
れ

ぞ
れ
交
渉
し
て
土
地
を

買

い
入

れ
て
営
農
に
当

た
り
、
北
原

の
開
拓
地
を
形

成
し
た
。
大

芝
や
南
原

の
よ

う
に
政
府

が
地
区

全
体

を
買
収
し
て
入
植
者
に
売
り
渡
し

だ
の
で
は
な

か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
面
積

も
少

な
く
一
人
当

た
り
一
町
歩
内
外
で
、
小
団
地
開
拓
と
呼

ば
れ
た
。
小
団
地

と
は
五
〇
町

歩
以
下

の
開
拓
地
で
政
府

か
ら
の
開
墾
助
成
金

は

無
く
、
自
己
資
金
に
頼

り
、

政
府
よ
り
は
融

資
を
受

け
て
開

墾
経
営
に
当

た
る
と

い
う
不
利

な
条
件
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
入
植
者
の
出
入
り
も
多

く
、

苛
酷

な
労
働
に
耐
え
ず
去
る
者
も
多
か

っ
た
。
し
か
し
、
順

次
戸
数
が
増
加
し
て
現

在

で

は
一

回

戸
と
な
り
一
部
落
を
な
し
少
数
な
が
ら
区
制
を
し
く
に
至
っ
た
。

開
拓
地
共
通

の
問
題
点
で
あ

っ
た
水
利
に

つ
い
て
は
、
北
原
も
例
外
と
は
な
ら

図7-36　 北原「以和清水」碑（昭和33）

ず
苦
労
を
し
た
。
幸
い
に
も
こ
の
地
籍
は
七
～
八
聞
掘
れ
ば
飲
用
に
適
す
る
水
が

出
て
、
飲
用
水
に
は
既
設
の
井
戸
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
、
既
設
の
井
戸
は
個
人
有
で
あ
り
水
量
も
不
足
す
る
の
で
共
同
で
規
模

の
大
き
な
井
戸
を
掘
削
す
る
こ
と
を
計
画
し
た
。
村
の
助
成
を
村
長
に
お
願
い
し

た
と
こ
ろ
理
解
あ
る
協
力
が
得
ら
れ
、
大
入
地
籍
に
村
有
地
の
払
下
げ
を
受
け
て

井
戸
二
基
を
掘
削
し
か
。
こ
の
井
戸
二
基
を
Ｉ
連
に
っ
な
ぎ
、
フ
ロ
ー
ト
を
設
け

て
電
気
揚
水
を
行
な
い
水
道
施
設
と
し
て
完
成
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
飲
用
水
は

も
ち
ろ
ん
、
洗
濯
等
の
生
活
用
水
の
ほ
か
、
家
畜
飼
養
等
の
用
水
が
確
保
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
水
道
施
設
の
完
成
に
当
た
り
、
村
長
清
水
国
人
の
恩
恵
を
永
く
銘
記
す
る

た
め
「
以
和
清
水
」
の
碑
を
建
て
記
念
と
し
た
。
そ
の
碑
面
に
「
清
水
国
人
村
長

此
の
地
に
水
道
を
創
設
、
区
民
の
福
祉
を
図
る
。
茲
に
碑
を
建
て
其
の
功
徳
を
不

朽
に
伝
ふ
。
北
原
以
和
清
水
水
道
組
合
」
と
あ
り
、
組
合
長
上
原
千
尋
以
下
一
一

名
を
連
記
し
、
感
謝
の
誠
を
表
し
て
い
る
。

町8
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三
　

農
業
経
営
の
近
代
化

Ｈ
　
戦
後
の
食
糧
増
産
時
代

戦
争
と
い
う
暗
く
長
い
苦
難
な
時
代
は
、
昭
和
二
〇
年
八
月
敗
戦
と
い
う
形
で

終
わ
り
を
遂
げ
た
。
そ
の
た
め
、
戦
地
か
ら
の
復
員
、
外
地
か
ら
の
引
揚
者
等
で

国
内
人
口
は
急
増
し
た
。
し
か
し
、
同
年
の
食
糧
生
産
は
肥
料
や
資
材
、
あ
る
い

は
労
力
不
足
か
ら
全
国
的
に
著
し
い
凶
作
で
あ
っ
た
。
南
箕
輪
村
に
お
い
て
も
稲

作
の
平
年
作
が
一
万
一
〇
〇
〇
石
程
度
の
と
こ
ろ
、
こ
の
年
に
は
七
六
八
〇
石
し

か
収
穫
が
な
か
っ
た
。

国
全
体
が
食
糧
不
足
に
陥
り
、
そ
の
危
機
は
深
刻
で
あ
っ
た
。
配
給
食
糧
は
極

度
に
少
な
く
な
り
、
そ
れ
だ
け
で
は
生
活
で
き
な
い
都
市
の
住
民
は
食
糧
を
求
め

て
、
盛
ん
に
農
村
に
買
い
出
し
に
出
た
。
農
家
は
こ
れ
ら
の
人
た
ち
に
食
糧
を
売

り
、
あ
る
い
は
衣
料
品
な
ど
と
交
換
し
た
が
、
取
引
き
の
値
段
は
公
定
価
格
の
数

倍
の
闇
値
で
あ
っ
て
、
米
や
麦
だ
け
で
な
く
馬
鈴
薯
、
甘
藷
、
鶏
卵
、
南
瓜
等
何

表
7
1
2
9
　
南
箕
輪
村
の
主
要
食
糧
作
物
の
作
付
面
積
及
び
収
量

で
も
食
糧
に
な
る
も
の
は
高
い
値
段
で
売
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
長
家
は
比
較

的
豊
か
な
生
活
が
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
農
民
の
心
理
と
し
て
で
き
る
だ
け
多

く
の
闇
米
と
な
る
べ
き
保
有
米
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
の
は
時
の
勢

い
で

あ

っ

た
。こ

の
た
め
政
府
は
昭
和
二
一
年
二
月
食
糧
緊
急
措
置
令
を
公
布
し
て
米
穀
の
強

制
収
用
を
行
な
い
。
進
駐
軍
も
強
力
に
こ
れ
を
援
助
し
、
隠
匿
米
穀
の
摘
発
を
行

な
い
、
ま
た
、
措
置
令
に
違
反
す
る
も
の
に
は
罰
則
が
課
せ
ら
れ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
国
内
食
糧
の
絶
対
不
足
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
占
領
軍
か
ら
の
援

助
物
資
に
よ
っ
て
ど
う
に
か
露
命
を
つ
な
ぐ
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
の
で
、
戦
時

中
に
も
増
し
て
食
糧
増
産
は
農
民
に
課
さ
れ
た
至
上
命
令
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め

国
の
政
策
は
も
ち
ろ
ん
農
民
自
身
も
主
穀
を
中
心
に
し
、
甘
藷
・
馬
鈴
薯
を
含
め

食
糧
作
物
の
作
付
面
積
を
ふ
や
し
、
反
収
の
増
加
に
懸
命
の
努
力
を
し
た
。
戦
後

に
お
け
る
南
箕
輪
の
主
要
食
糧
の
作
付
面
積
及
び
収
量
は
表
７
－
2
9
の
よ
う
で
あ

る
。

//　　//　　//　　//　　//　　//　　//　
莞

三 三 二 二 二 二 二 一
二 〇 八 六 五 三 〇 二

ズ☆

四　四　四　四　四　四　五　五

九　八　七　七　五　五　〇　八

八　七　一　二　四　八　六　－。　。　．　．　。　。　。　。町

二　六　〇　〇　〇　〇　二　 三反

作
付
面
積

米
一 一　　 一　　 一　　 一
四 三 五 一 九 一 七 －

ゝ　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ 　　ゝ

一 一 七 九 四 三 六 五

四 三 二 九 二 五 八 五

一 一 〇 〇 九 八 〇 九 石

収

量

五　五　五　四　四　五　五　一

三　八　六　六　六　八　四　六。　。　。　。　。　．　。　。町

九　五　二　二　八　九　五　三反

作
付
面
積

大

麦
一 一 一　　　 一

二 六 三 五 四 二 四 四
三　九　六　三　六　四　一　〇
六　－　 ○　二　八　八　四　八石

収

量

四　四　四　四　三　 四　五　－

于 え 今 ∵ﾉｹ;ﾄｹ ‰

四　〇　四　二　三　四　一　九反

作
付
面

積
小

麦

七　八　七　
四　二　五　二　二

二 二 三 一 五 四 八 七
六 八 二 二 二 七 六 〇石

収

量

一　　　 一　一一　一　 一　　　　　 一　四
四 六 言　｜　石 弓 九　｜

二 ｏ 函　　 人
五

二

Py
襄

甘

藷

一 一
四 四 四　　 一 〇 九
八 六 〇　　 一 七 六

｀　｀　｀　｜　　` 　｀　｀　｜
三　四　四　　 二　〇　－
○　○　二　　　 〇　五　三
〇　〇　二　　　 〇　五　五ｙ

収

量

一　　　　　　　 一一 一　　 一　　 一一　　　　　　　 一
四 七 七　 ｜　 九 〇 二　 ｜
．　 。　 。　　　　 。　　 ．　 。町

○　 八　 九　　　 八　 三　 七 反

作
付
面

積
馬

鈴

薯

エ　　 一　　　　　　 一ひ 四 一　　　 垂ｪ

ﾉﾍﾟ　ニ　
五　　　 九　一　ﾉﾍ

｀　｀　｀　｜　　` 　｀　｀　｜
○ 四 五　　 九 一 一
○　三　九　　　 〇　七　二
〇　二　七　　　 〇　一　九 ／

収

量

夕四



新しい南箕輪第7 章

こ
う
し
て
、
戦
後
の
農
業
は
主
穀
中
心
の
農
業
の
傾
向
を
一
層
強
く
し
、
南
箕

輪
は
広
大
な
西
天
竜
水
田
地
域
を
持
つ
伊
那
の
穀
倉
地
帯
と
し
て
、
稲
作
中
心
の

農
業
を
発
展
さ
せ
た
。

≒
　
農
地
改
革
後
の
農
業

昭
和
二
一
年
に
始
ま
り
、
同
二
三
年
に
終
わ
っ
た
農
地
改
革
は
土
地
改
革
史
上

画
期
的
な
も
の
で
あ
り
、
農
民
の
階
層
に
大
き
な
変
化
を
生
じ
た
。
従
来
大
き
な

問
題
と
な
っ
て
い
た
地
主
的
土
地
所
有
制
度
は
大
地
主
の
消
減
に
よ
っ
て
ほ
と
ん

ど
解
体
し
、
大
部
分
の
農
民
は
自
作
農
民
に
な
っ
た
。

自
作
農
化
し
た
地
主
の
多
く
は
条
件
に
恵
ま
れ
た
耕
地
を
経
営
し
新
農
村
の
富

農
層
の
有
力
部
分
を
形
成
し
、
農
村
の
指
導
的
立
場
に
立
ち
、
小
作
農
民
は
自
作

農

に

な

り

得

た

こ

と

に

よ

り

、

当

時

の

農

業

を

と

り

ま

く

有

利

な

状

勢

と

共

に

生

I
I
l
a
s
I

“
9
1

－
！
♂－
－
－
ＩＩ

産
意
欲
を
高
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
自
作
農
に
は
な
っ
た
も
の
の
そ
の

ま
ま
で
は
農
業
経
営
者
と
し
て
自
立
し
得
な
い
程
度
の
小
規
模
農
家
が
多
数
存
在

し
七

お
久

将
来
の
農
業
発
展
に
は
大
き
問
題
点
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
、
農
地

改
革
に
よ
る
農
地
保
有
の
上
限
が
二
町
三
反
に
制
限
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
近
代

的
大
経
営
へ
の
発
展
の
道
も
閉
さ
れ
た
形
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
農
地
改
革
は
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
持
ち
な
が
ら
も
画
期
的
な
改

革
で
あ
り
、
長
村
は
民
主
化
さ
れ
、
食
糧
増
産
の
要
請
に
添
っ
て
数
々
の
新
技
術

が
導
入
さ
れ
、
生
産
力
は
急
速
に
上
昇
し
た
の
で
あ
る
。

１
　
保
温
折
衷
苗
代
の
普
及

昭
和
二
五
年
ご
ろ
か
ら
保
温
折
衷
苗
代
が
本
村
に
も
本
格
的
に
普
及
し

始
め

た
。
こ
れ
は
、
短
冊
揚
床
苗
代
の
播
種
後
に
床
面
の
保
温
の
た
め
油
紙

を
被
覆

し
、
踏
切
り
溝
に
の
み
湛
水
し
、
発
芽
後
苗
が
が
三
ｍ
位
に
成
長
し
た
こ
ろ
油
紙

を
除
き
床
面
ま
で
濯
水
し
て
普
通
苗
代
状
態
に
も
ど
す
方
法
で
あ
る
。
こ
の
育
苗

法
に
よ
っ
て
苗
代
播
種
期
及
び
田
植
期
を
Ｉ
〇
日
～
二
週
間
ほ
ど
早
め
る
こ
と
が

可
能
と
な
り
、
健
苗
の
育
成
は
も
ち
ろ
ん
冷
害
の
克
服
に
大
き
な
効
果
を
挙
げ
、

保温折衷苗代 の油紙掛け37図7

反
当
収
量
を
著
し
く
高
め
た
。

や
が
て
、
こ
れ
は
ビ
ニ
ー
ル
の

発
明
に
よ
っ
て
ビ
ニ
ー
ル
ト
ン

ネ
ル
苗
代
や
、
ビ
ニ
ー
ル
畑
苗

代
等
へ
も
発
展
し
て
い
く
こ
と

に
な
っ
た
。

２
　
品
種
改
良
と
優
良
種
子

の
普
及

作
物
の
品
種
は
農
事
試
験
場

に
お
い
て
作
出
さ
れ
た
も
の
が

多
く
な
り
、
品
質
よ
り
も
強
健

で
多
収
で
あ
る
こ
と
が
選
択
の

基
準
に
な
っ
て
い
た
。
当
時
の

稲
の
品
種
に
つ
い
て
み
る
と
、

農

林

一

七

号

が

安

定

多

収

品

種

と

し

て
最

も
多

く
、

中

世

無

芒
愛

国

、

ア

キ

バ

エ

が

強

健

で

気

候

に

鈍

感

な

強

健

多

収

品

種

と

し

て
、

ま

た
冷

害

に

強

い
品

種

と

し

て
陸

羽

一
三

二

号

・

藤

坂

五

号

・

尾

花

沢

一

号

等

が

選

ば

れ

、

酒

米

と

し

て

た

か

ね

錦
、

粉

米

と

し

て
収

量

の
多

い
信

濃

診

三

号

が

多

く
作

ら

れ

た

。

麦

に

つ

い
て

は
、

昭

和

二
四

年

の

奨
励

品

種

と
し

て
次

の
品

種

が

あ
げ

ら

れ
て

い
る

。

小
麦
…
伊
賀
筑
後
オ
レ
ゴ
ン
・
農
林
六
八
号
・
農
林
六
九
号
・
農
林
二
七
号

・
農
林

六
六

号
・
農
林
三
九
号

大
麦

…
信
濃

一
号
・
備
前
早
生
・
白
麦
・
雷
電
・
会
系
四
六
号
・
細
麦
・
会
津
四
号

昭

和

二

六
年

よ

り
県

は
種

子

確

保

、

優

良

種

子

普

及

策

と

し

て

、

県

試

験

場

で

採

種

し

た
原

種

を
用

い
、

各
町

村

に

補

助

金

を
交

付

し

て
採

種

圃

を
設

置

さ

せ

、

ま

た

は

委

託

す

る

等

の

方
法

で
、

稲

・
麦

・
大

豆

・
玉

蜀

黍

・
耐

寒

性

紫

雲

英

の

夕加
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優
艮
品
種
の
普
及
に
努
め
て
お
り
、
本
村
に
お
い
て
も
多
く
の
採
種
圃
が
作
ら
れ

た
。特

記
す
べ
き
こ
と
は
、

こ
の
時
代
玉
蜀
黍
に
雑
種
第
一
代
（
Ｒ
）
品
種
が
登
場

し
た
こ
と
と
、
馬
鈴
薯
作
で
二
化
牡
種
薯
か
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が

あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
作
物
の
収
量
を
飛
躍
的
に
増
加
さ
せ
た
。

昭
和
三
一
年
に
お
け
る
南
箕
輪
の
主
要
作
物
の
品
種
と
、
そ
の
栽
培
面
積
は
次

の
よ
う
で
あ
っ
た
。

町

Ｉ

水

稲
　
　

農

林

一

七

号
　

二

三

丁

一

チ

ク
マ

ア
キ
バ

エ

信
濃
儒
三
号

た
か
ね
錦

シ
ロ
ガ
ネ

そ
の
他

計

２
大
麦
　
　

信
濃

｝
号

会
津
四
号

コ
ン
グ
ン
麦

み
す
ず
大
麦

そ
の
地

計

３
小
麦
　
　

農
林
六
九
号

３
　

農

薬
の

進

歩

九
八
・
二

五
五
・
九

コ

ー丁

四

九
・
四

八
・
六

五
三
・
四

四
七
〇
・
〇

三
一
・
三

一
〇

・
三

一
八
・
九

〇

・
八

〇
・
七

六
一
丁

○

一
八

－

農
林
二
七
号

ユ
ー
ヤ
ケ
小
麦

そ
の
他

計

４
玉
蜀
黍
　

長
交
二
〇
二
号

″
　
コ
（

Ｉ
号

計

５
大
豆
　
　

兄赤
莱

そ
の
他

計

６
陸
稲
　
　

近
成
一
号

最
上
槌
一
号

そ
の
他

計

六

・

五

一
　
・
　
一

〇

・

三

二

六

・

〇

三

四

・

四

一

〇

・

六

四

五

・

○

一 一　　　 一一
三 〇 一 八 九

●　　●　　・　　 ●　　●
五 ○ 七 八 五

一 一

一

一 一

一
一○

○

農
薬
の
Ｄ
Ｄ
Ｔ
は
終
戦
直
後
、
進
駐
軍
に
よ
っ
て
我
が
国
に
持
ち
込
ま
れ
、
蝿

や
蚊
の
駆
除
に
使
わ
れ
た
が
、
そ
れ
が
農
薬
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
接
触

型
の
殺
虫
剤
と
し
て
卓
抜
な
効
力
を
発
揮
し
、
続
い
て
Ｂ
Ｈ
Ｃ
が
導
入
さ
れ
各
種

図7-38　 昭和28年の冷害

被害状況視察 のため林知事来村，村 で

は農民大集 会を開き知事に陳情した。

害
虫
駆
除
に
広
く
活
用
さ
れ
た
。

昭
和
二
八
年
は
出
穂
直
後
の
長
雨
と
冷
気
に
よ
っ
て
稲
熱
病
の
大
発
生
が
み
ら

れ
、
四
～
六
割
の
減
収
と
な
り
村
と
し
て
救
済
事
業
を
実
施
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た

が
、
こ
の
と
き
か
ら
有
機
水
銀
剤
が
稲
熱
病
に
卓
効
か
お
る
と
し
て
本
格
的
に
使

用
さ
れ
、
そ
の
予
防
に
大
き
な
効
果
を
発
揮
し
た
。
さ
ら
に
、
パ
ラ
チ
オ
ン
等
の

有
機
燐
剤
が
従
来
の
薬
剤
で
駆
除
困
難
で
あ
っ
た
害
虫
ま
で
有
効
な
殺
虫
力
を
示

し
、
昭
和
三
二
年
こ
ろ
か
ら
は
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
農
薬
の
堅
甲
散
布
が
行
な

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
広
域
の
一
斉
防
除
が
可
能
と
な
る
な
ど
、
病
虫
害
防
除
の

面
で
は
長
足
の
進
歩
を
遂
げ
た
。

し
か
し
、
三
〇
年
代
後
半
か
ら
農
薬
禍
が
問
題
と
な
り
始
め
、
特
に
有
機
水
銀

は
人
体
内
に
蓄
積
し
致
命
的
害
を
与
え
る
こ
と
が
判
明
し
て
昭
和
四
一
年
よ
り
農

薬
か
ら
追
放
さ
れ
、
有
機
燐
剤
は
誤
用
悪
用
等
に
よ
る
人
体
へ
の
危
害
が
考
慮
さ

れ
て
高
毒
性
の
も
の
は
禁
止
さ
れ
て
低
毒
性
の
も
の
に
切
り
替
え
ら
れ
、
有
機
塩

素
剤
と
し
て
の
Ｄ
Ｄ
Ｔ
、
Ｂ
Ｈ
Ｃ
等
も
農
薬
か
ら
姿
も
消
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
の
農
薬
に
代
わ
る
新
し
い
農
薬
が
次
々
と
研
究
開
発
さ
れ
て
お
り
、
ど
の
農
薬

を
使
う
べ
き
か
に
迷
う
ほ
ど
に
種
類
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
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新しい南箕輪第７章

昭
和
二
四
年
に
は
除
草
剤
と
し
て
二
四
Ｄ
が
普
及
を
始
め
、
続
い
て
Ｍ
Ｃ
Ｐ
、

Ｐ
Ｃ
Ｐ
等
の
接
触
型
殺
草
剤
、
Ｐ
Ｃ
Ｐ
、
シ
マ
ジ
ン
等
の
土
壌
処
理
に
よ
る
発
芽

抑
制
剤
が
開
発
さ
れ
、
特
に
茎
葉
に
散
布
し
て
稗
は
枯
れ
る
が
稲
は
枯
れ
な
い
と

い
う
よ
う
な
、
植
物
の
属
間
選
択
性
の
あ
る
薬
剤
の
開
発
は
画
期
的
な
こ
と
で
あ

り
、
こ
れ
ら
の
除
草
剤
の
使
用
に
よ
っ
て
、
水
田
の
手
取
り
除
草
の
苦
痛
か
ら
は

ほ
と
ん
ど
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
畑
作
に
お
い
て
も
除
草
剤
は
幅
広
く
活
用

さ
れ
、
農
作
業
体
系
を
大
き
く
変
革
さ
せ
た
。

農
薬
と
し
て
は
こ
の
ほ
か
に
成
長
促
進
あ
る
い
は
抑
制
効
果
を
持
つ
ホ
ル
モ
ン

剤
等
も
、
落
果
防
止
、
摘
花
果
、
発
根
促
進
、
生
長
促
進
、
あ
る
い
は
単
為
結
果

等
園
芸
作
物
を
中
心
に
多
方
面
に
応
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

４
　
施
肥
法
の
改
善

戦
後
肥
料
は
食
糧
増
産
の
た
め
比
較
的
順
調
に
供
給
さ
れ
て
お
り
、
施
肥
量
の

増
加
と
相
ま
っ
て
施
肥
法
の
研
究
改
善
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
施
肥
法
の
改
善
で
注

目
す
べ
き
こ
と
は
穂
肥
の
理
論
の
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
稲
は
基
肥
中
心
の
施

肥
で
あ
っ
た
が
、
稲
の
生
育
期
を
分
け
て
栄
養
成
長
期
と
生
殖
成
長
期
と
し
、
そ

の
栄
養
成
長
期
か
ら
生
殖
成
長
期
へ
の
転
換
直
後
の
幼
穂
形
成
期
に
、
窒
素
肥
を

追
肥
す
る
こ
と
が
穂
長
を
長
く
し
、
そ
の
後
の
結
実
を
良
好
に
し
、
収
量
増
加
に

役
立
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
こ
の
理
論
に
よ
っ
た
施
肥
法
が
一
般
化
し
た
の

で
あ
る
。

さ
ら
に
、

老
朽
化
水
田

と
秋
落

ち
現
象

の
理
論

が
解
明

さ
れ
、
鉄
分

の
補
給
と

し
て
赤
土
の
客
土
、
鉄
粉
の
散
布
、
無

硫
酸
根
肥
料

の
使
用
、
晩
期
追
肥
等
一
連

の
秋
落
田

対
策
が
行
な

わ
れ
、
河
原

地
帯
や
中
段
地
区

の
老
朽
化
水
田
に
対
し
相

当

な
効
果

を
挙
げ

た
。
ま
た
、
脱
窒
現
象
の
理
解
も
深

ま
り
、

そ
れ
に
対

処
す
る

深
層
施
肥
等
も
行

な
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て

い
る
。

以
上
み

て
き
た
よ
う
に
、
品
種
改
良
に
よ

る
多
収
品
種

の
採
用

、
保
温
折
衷
苗

代

の
普
及

に
よ
る
健
苗
育
成

と
早
期
田
植
え
、
施
肥
法

の
改
善
、
防
虫
害
防
除
技

術
等
の
一
連
の
技
術

進
歩
に
よ
り
、
稲

作
の
反
当

た
り
収
量

は
急
速

に

向

上

し

た
。
戦
後
の
南
箕
輪
に
お
け
る
稲
作
反

収
の
増
加

の
状
況

は
表
7
1
3
0
の
よ
う
で

あ
る
。目

　

新
農
村
建
設
の
動

き

食
糧
危
機
も
去

っ
た
昭
和
二
六
～
二
七
年
ご
ろ
か
ら
、
主
穀
中

心
の
農
業
に
対

す

る
反
省
が
生
ま

れ
、
経
営
の
合
理
化
・
新
し

い
農
業
へ
の
指
向
の
動

き
が
し
だ

い
に
生

ま
れ
て
き

た
。
昭
和
二
七
年
、
国
は
日
本
の
無
畜
農
業
の
体
質

改
善
を
目

指
し
、
有
畜
農
業
創
設
資
金

を
設
け

た
。
南
箕
輪
に
お

い
て
は
、
特
に
昭
和
二
八

年

の
大
凶
作

が
主
穀

福

作
）
中
心

の
農
家
経
済
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
た

こ

と

を
反

省
し
、
二

九
年
に
畜

産
振
興
計
画

を
た
て

た
。
そ

の
計
画
の
趣
旨
の
中
に
、

「
凶

作
後
の
農
家
経
済

を
建

て
直

す
に

は
経
営

の
飛
躍

を
必
要
と
す
る
。
か

か
る

と
き
は
村
民

経
済

を
将
来
と
も
に
健

全
な
ら
し

む
る
大
施
策
と
し
て
大
量

の
家
畜

表7-30　 南箕輪の稲作反当収量

年　度
(1

ぬ
)当収量

昭和
20

23

25

26

28

30

32

1,503石

2,479

2,076

2,540

(凶作)1,2n

2,693

2,838

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

(3.56石)
534kg

(3.78)

568

(3. 54)

531

(3. 23)

485

(3.80)

571

(3.56)

534

(3.23)

485

(3.78)

568

(3.92)

588

(4. 16)

624

昭32までは村勢一覧 より

昭34以降「伊那 米の歩み」 より

を
導
入
し
…
…
」
と
し
、
そ

の
時
点
で

の
無
畜
農
家

二
〇

七
戸

の
う
ち
、
経
営
規
模
と
経
営
形
態
を
み
て

有
畜
化

の
可
能

か
つ
必
要

な
る
農
家
一
〇
〇
戸
を
選

定

し
、
第

一
次

お
よ
び
第
二
次

の
導
入
に
よ

っ
て
有

畜
化
を
図

っ
た
。
（
詳
細
は
六
畜
産
及
び
園
芸
の
発
展
の

項
参
照
）

県
は
昭
和

三
一
年

か
ら
三
五
年
に

か
け

て
、
国

の

922



農業経営の変革第３節

新

農

村

建

設

政

策

に

基

づ

い
て

一

五

三

の

農
村

地
域

を
指

定

し
、

新

長

村

建

設

事

業

を

推

進

し

て

い
る

が

、

本

村

は

昭

和

三

二
年

に

西

箕

輪

地
域

と

一

緒
に

な

っ

て

農

村

振

興

協

議

会

を

作

り
、

新

農
村

建

設

振
興

計

画

を

立
案

し
、

国

の
補

助

を
受

け

て

事
業

を
実

施

し

た

。

そ

の

う

ち
本

村

関

係

分

の
概

要

は
次

の

よ

う
で

あ

る

。

１
、
土
地
条
件
の
整
備
…
…
区
画

整
理
二
〇
町
歩

２
、
耕

種
改
善
事
業

水

稲
に
つ
い
て
は
保
温
折
衷
苗
代

の
完

全
実
施
と
、
種
籾
催
芽
所
に
お
け

る
健
苗
育

成

、
耐

病
性
品
種

の
導
入
、
麦
類
、
大
豆
に

つ
い
て

は
肥
料

の
増
施
技
術

の
改
善
と
病

害
防
除
施
設

の
整
備
を
目
的
と
し
て
、

種

籾
催
芽
所
　

三
棟
　
　

農
業
倉
庫
　
　

三
棟

共
同

水
槽
　

一

か
所
　
　

動
力
散
粉
機
　

五
台

動
力
噴
霧
機
　

二
台
　
　

採
種
圃

の
殷
殷

３
、
園
芸
振
興

共
同
集
荷
所
娃
殷
　

二
棟
　
　

共
同
防
除
施
設
　

二
か
所

火

畜
産
振
興

乳
牛
導
入
　
　
　

二
〇
一
頭

役
肉
牛
導
入
　
　
　

三
〇
頭

水

戸

作
）
導
入

言

Ｏ

頭

緬
羊
導
入

鶏
導
入
　
　
　

三
六
六
三
羽

堆
肥
舎
改
造
三
七
〇
棟
（
皿

み
の
わ
）

５
、
養
蚕
振
興
事
業

賛

大

詰

甘

共
同
育
雛
所

家
畜
管
理
所

飼
料
自
給
促
進
施
設

九

棟

一

か

所

一

か

所

畜
舎
改
良
（
酷
み
の
わ
）
一
五
〇

棟

桑
園
改
丿

六
三
○
且

皿
み
の
わ
マ
一
六
〇
こ

６
、
林
業
振
興

索
道
建
設
二
〇
〇
〇
ｍ
　
　
林
道
開
設
一
万
一
〇
〇
〇
ｍ

人
工
植
栽
　
二
六
〇
町
（
松
・
唐
松
・
樅
）

本
事
業
は
、
最
後
の
林
産
振
興
だ
け
村
及
び
森
林
組
合
が
推
進
主
体
で
あ

る

が
、
他
は
全
部
農
業
協
同
組
合
が
推
進
主
体
と
な
っ
て
事
業
を
進
め
た
。
こ
れ
ら

の
事
業
は
一
般
助
成
事
業
、
特
別
助
成
事
業
、
自
力
事
業
の
三
種
に
分
か
れ
て
お

り
、
特
別
助
成
事
業
は
助
成
率
が
高
く
事
業
全
体
の
推
進
役
を
果
た
し
た
。

こ
の
事
業
内
容
を
見
る
と
総
花
的
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
点
で
の
各
分
野
の
問
題

点
を
改
善
す
る
程
度
で
、
新
農
村
の
建
設
と
い
う
に
は
方
向
性
の
は
っ
き
り
し
な

い
も
の
で
あ
っ
た
。

新
農
村
建
設
事
業
と
し
て
は
外
に
農
事
放
送
（
有
線
放
送
）
施
設
の
新
設
か

お

る
。
こ
れ
は
、
国
の
補
助
を
受
け
て
昭
和
三
三
年
一
〇
月
に
完
成
し
て
い
る
が
、

農
家
相
互
を
有
線
連
絡
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
連
絡
の
能
率
化
、
農
業

の
指

導
、
普
及
の
徹
底
に
大
き
な
効
果
を
あ
げ
、
農
民
意
識
の
高
揚
、
発
展
に
も
重
要

な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。

聯
　
農
業
の
機
械
化
と
労
働
生
産
性
向
上

戦
後
も
初
期

の
う
ち
水
ｍ

の
耕
起
に
は
梨
が
使

わ
れ
て
い
た
。
そ
の
梨
も
し

だ

い
に
改
良
さ
れ
二
段
梨
も
使
わ
れ
、
深
耕
と
耕
土
の
上
下
の
入
れ
替
え
が
可
能
と

な
り
、
畑
に
お
い
て
は
カ
ル
チ
ベ
ー
タ
ー
が
使
わ
れ
て
中
耕
除
草
に
効
果
を
あ
げ

た
。
し
か
し
、
脱
穀
調
整
等
の
定
置
作
業
以
外
は
ほ
と
ん

ど
畜
力
に
頼
っ
て

い

た
。と

こ
ろ
が
、
経
済
の
復
興
も
し
だ
い
に
進
み
工
業
の
生
産
力
も
回
復
す
る
過
程

で
、
か
つ
て
軍
需
工
業
で
あ
っ
た
も
の
が
農
機
具
製
造
に
転
換
し
た
も
の
が
多
数

あ
り
、
農
機
具
の
研
究
開
発
と
供
給
が
増
し
、
そ
の
売
り
込
み
が

盛
ん
で
あ
っ

た
。他

方
、
農
業
に
お
い
て
は
土
地
生
産
性
は
品
種
改
良
・
施
肥
技
術
の
改
善
・
病

虫
害
防
除
技
術
の
進
歩
に
よ
り
急
速
な
向
上
を
示
し
て
い
る
が
、
労
働
生
産
性
の

向
上
が
遅
れ
て
い
る
こ
と
、
外
国
農
産
物
輸
入
の
圧
力
が
し
だ
い
に
強
く
な
り
、

日
本
の
農
産
物
の
生
産
費
が
著
し
く
割
高
で
あ
る
こ
と
が
問
題
と
な
り
、
労
働
生

産
性
の
向
上
が
日
本
農
業
に
課
さ
れ
た
緊
急
且
つ
重
要
な
問
題
に
な
っ
て
き
た
。

タコ



第 ７章　新しい 南箕輪

Ｊ一式 自動耕 耘機ロ ー タ図7-39

こ
こ
に
、
農
業
機
械
の
異
常
な
ほ

ど
の
急
激
な
普
及
が
み
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

戦
後
、
農
業
機
械
発
達
の
特
徴

は
各
種
機
械
の
自
動
化
、
特
に
移

動
作
業
機
の
動
力
化
で
あ
る
。
昭

和
二
〇
年
代
中
ご
ろ
か
ら
動
力
耕

耘
機
が
日
本
的
な
形
で
出
現
し
、

機
械
化
促
進
法
が
公
布
さ
れ
た
昭

和
二
七
年
こ
ろ
か
ら
本
村
に
も
導

入
さ
れ
始
め
た
。
初
期
の
も
の
に

は
作
業
部
分
が
ク
ラ
ン
ク
式
の
も

の
と
ロ
ー
タ
ー
リ
ー
式
の
二
種
が

あ
っ
た
が
、
し
だ

い
に

ロ
ー
ク

リ
ー
式
に

な
り
性
能
も
向
上
し
て
急
速
に
普
及
し
た
。

昭
和
三
〇
年
代
後
半
は
農
機
具
ブ

ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
て
お
り
、
運
搬
用

具
も

三
〇
年
ご

ろ
ま
で
は
荷
牛
馬
車
が
圧
倒
的
に
多
か

っ
た
が
、
し
だ

い
に
耕
耘
機
用

ト

レ
土

フ
ー
・
三
輪
自
動
車
・
農
用
ト
ラ
ッ
ク
へ
と
切
り
替
え
ら
れ
て
い
き
、
農

耕
牛
馬

は
そ

の
役
割
を
終
え
て
農
村

か
ら
姿
を
消
す
に
至
っ
た
。
畜
力
用

牛
馬

の

減
少
状
況

は
表
７
－
3
1
の
よ

う
で

あ
る
。

昭
和
三
〇
年
代
に
な

る
と
ト
ラ

ク
タ
ー
（
初
期
は
（

ン
ド
ト
ラ
ク
タ
士

も

普

及

を
始

め
、
四
〇
年
代
に
は
稲
刈
機
、
続
い
て
田

植
機

が
動
力
化

さ
れ
、
今
ま
で
の
農

機
具

の
う
ち
立

ち
遅

れ
て

い
た
と
こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
一
挙
に
解
決
さ
れ
た
。
そ
の

後
各
種

の
優
秀
な
農
機
具
が
開
発
さ
れ
、
農
作
業
の
ほ
と
ん
ど
全
分
野
に
わ
た
っ

て
機
械
化

が
進
み
、

か
つ
普
及
し
て

い
る
。
本
村
に

お

け

る

農
業

機
械
の
普
及

状
況

は
表
7
1
3
2
の
と

お
り
で
あ
る
。

表7-31　 農機具の普及に伴う

役牛馬の減少

（ 村勢一覧 より）

ブ 馬 役 肉牛

昭和22

25

27

29

31

33

35

38

40

43

307頭

316

266

207

187

173

157

28

19

－

107頭

201

253

287

284

235

249

278

276

308

備

考

昭和25年ころまでの

役 肉牛 はほ とんど役

牛 と考 えられるがそ

れ以後役牛 は馬 と共

に減少し，牛 の頭数

の増加 はほとんど肉

牛 である。

トラクターによる水田耕起作業乗用図7-40

こ
の
よ
う
な

機
械

化

に

よ

っ

て
、
農
作
業

の
労
働
能
率

は
急
速

に
向
上
し

た
。
稲
作
に

つ
い
て
み

れ
ば

Ｉ
〇

ア
ー
ル
当

た
り
の
所
要

労
働
時
間

は
戦
争
直

後
の
二
四
〇

～
二
五
〇
時
間

か
ら
、
昭
和
三

七

年

に
は
一
四
〇

～
一
五
〇
時
間
に

な
り
、
同
五
〇
年
に

は

Ｉ
〇
〇
時

間

を
割
る
に
至
り
、
所
要
労
働
時

間
の
割
合
は
戦
争
直

後
の
二
・
五

分
の
一
に
な
っ
た
こ
と
に

な
る
。

こ
の
よ
う
な
機
械
化

の
進
展
に

よ
る
稲
作
作
業
体
系
と
そ
の
所
要

労
働
時
間
、
お
よ
び
長

野
県
平
均

の

Ｉ
〇
ａ

当

た
り

の
所
要
労
働
時
間
、
一
五
〇
㎏
当
た
り
の
所
要
労
働
時
間

を
表

示

す
る
と
表
7
1
3
3
お
よ

び
表
7
1
3
4
の
よ
う
で
あ
る
。

こ

の
よ
う
に
し
て
、
単
位
時
間
当
た
り
の
労
働
粗
生
産
額
は
、
反

収
の
増
加

と

作
業

の
機
械
化
と
に
よ

っ
て
、
戦
争
直
後
の
三
～
四
倍
に
達
し
た
。
し
か
し
、
純

夕麗
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表7-33　 南箕輪におけ る稲作作業体系と10 a 当たり所要労 働時間

第 ７章　新しい 南箕 輪

昭　　 和　　37　　 年 昭　　 和　　50　　 年

作　業　内　容 作　業　体　系 比　率

10a 当た
り所 要時
間

作　業　内　容 作　業　体　系 比　率

10a 当た
り所要時
間

育　　　　　 苗

保 温 折 衷 苗代
％

85
時間

15.0 育　　　　　 苗
保 温 折 衷 苗代

％

10
時間

15.0

ビニール畑苗代 15 仁甘心 苗 90

耕　起　代　掻

き　畔　塗　 り

耕　　 耘　　機 95

14.0

耕　　　　　 起
耕　　 耘　　 機 70

6.0

ト ラ ク タ ー ５ ト　ラ　ク　タ　ー 30

人　　　　　 力
代　　掻　　 き

耕　　 耘　　 機 90
7.0

施肥(含 む追肥) 人　　　　 力 100 8,0 ト　ラ　ク　タ　ー 10

田　　　　　 植 人　　　　 力 100 28.0
施肥(含む追肥)

人　　　　 力 60
8.0

中　耕　除　草

人　　　　 力 60
5.5

機　　 械　　 力 40

除　　 草　　 剤 40
田　　　　　 拉

田　　植　　 機 90
4.0

用　水　管　理

個　　　　 人 18
2.0

人　　　　 力 10

共　　　　　 同 82
中　耕　除　草

除　　草　　 剤 75
5.0

病 虫 害 防 除

小 形 防 除 機 34

2.0

人　　　　 力 25

大 形　// ５
用　水　管　理

個　　　　 人 25
10.0

ヘ リ コ プ ター 61 共　　　　　 同 75

刈り取り架掛 け 人　　　　 力 100 39.0 病 虫 害 防 除 動 力 散 粉 機等 100 4.0

脱　　　　　 穀 動 力 脱 穀 機 100 16.0

刈 り取 り架掛け

バ イ ン ダ ー 85

16.0

運　　　　 搬

－　　　　－ア　 ー　 フ　 ー 80

14.5

コ ン バ イ ン 10

自　　動　　車 20 人　　　　 力 ５

乾　　　　　 燥

菰　　干　　 し 62
脱　　　　　 穀

動 力 脱 穀 機 90
15.0

小 形 乾 燥 機 38 コ ン バ イ ン 10

調　　　　　 製

小 形 籾 摺 機 ５
運　　　　 搬

ト　ラ　ッ　ク
？

●

8.0
大 形　// 95 テ　イ　 ラ　ー

？

●

調　　　　　 製 籾　　摺　　 機 100

俵　　　　　 装 人　　　　 力 100

計 144.0 98.0

(10a 当 たり収量540 kg) (10a 当 たり収量588 kg)

( 第１次，第２次農業 改善 事業基 礎調査 より)

( 役場文書)
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第３節　農業経営の変革

表7‾34 長野県稲作収量 罷壽J;S
たり 所要労働時間

∧
反 （10a ）

当　収　量

反当た り所

要労働時間

150kg(一石)

当たり所要

労働時間

昭和35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

kg535

549

554

537

546

518

560

570

591

547

564

531

540

588

547

622

時間
207.6

204.3

194.1

180.5

183.7

175.3

175.6

175.8

165.5

160.4

151.4

136.7

128.1

124.1

103.2

100.1

時
間

58.2

56.0

52.6

50.4

50.5

50.7

47.1

46.2

42.0

44.1

40.4

38.6

35.6

31.7

28.3

24.1

（長野県 農林統計より）

図7-41　 バ インダ ーによる稲刈 り

労
働
生
産
性
は
そ
れ
ほ
ど
向
上
は

し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
日
本
典
業

の
場
合
経
営
面
積
が
小
さ
い
た
め

に
、
農
業
機
械
の
利
用
日
数
が
極

め
て
少
な
く
、
単
位
面
積
当
た
り

の
農
機
具
償
却
費
が
非
常
に
高
価

に
つ
く
か
ら
で
あ
る
。

数
十
万
円
あ
る
い
は
Ｉ
〇
〇
万

円
と
い
う
よ
う
な
高
額
の
投
資
を

し
て
も
、
そ
れ
を
利
用
す
る
日
数

は
年
間
で
数
日
、
長
く
て
も

Ｉ
〇

～
二
〇
日
程
度
の
機
械
が
多
く
、

し
か
も
耐
用
年
数
が
七
～
八
年
と

短
く
、
使
用
単
位
時
間
当
た
り
の
償
却
金
額
は
高
額
に
な
り
経
済
的
合
理
性
が
極

め
て
少
な
い
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
高
額
機
械
の
購
入
に
は
掛
買
い
や
借
入
金
に

よ
る
も
の
が
多
く
、
そ
の
返
済
に
苦
労
を
す
る
の
が
実
態
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る

機
械
化
貧
乏
の
事
実
が
存
在
し
て
い
る
。

こ
の
機
械
化
の
矛
盾
を
解
決
す
る
道
に
は
経
営
の
大
規
模
化
と
、
共
同
利
用
の

二
つ
の
道
が
あ
る
。
経
営
の
拡
大
は
耕
地
の
拡
大
を
必
要
と
す
る
の
で
簡
単
に
は

実
現
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
共
同
利
用
の
道
が
奨
励
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
一
時

農
業
機
械
の
共
同
利
用
、
進
ん
で
は
共
同
経
営
ま
で
行
な
わ
れ
た
。
一
部
で
は
共

同
化
が
続
け
ら
れ
て
い
る
が
、
現
在
は
多
く
が
か
つ
て
共
同
利
用
で
あ
っ
た
も
の

が
個
人
利
用
に
解
体
し
て
お
り
、
農
家
の
兼
業
化
と
そ
れ
に
よ
る
現
金
収
入
の
増

大
が
、
ま
す
ま
す
個
人
利
用
の
方
向
に
向
け
て
お
り
、
農
業
機
械
化
に
関
す
る
大

き
な
問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

四
　

農
家
の
階
層
分
化
と
兼
業
農
家
の
増
加

Ｈ
　
農
業
経
営
の
階
層
分
化

農
地
改
革
に
よ
っ
て
小
作
農
加
減
少
し
多
く
の
自
作
農
が
成
立
し
た
が
、
そ
の

経
営
規
模
は
農
地
改
革
以
前
よ
り
平
均
規
模
に
お
い
て
も
減
少
し
、
多
数
の
小
規

模
自
作
農
家
に
な
っ
た
。
ま
た
、
最
大
所
有
規
模
も
当
地
で
は
二
町
三
反
歩
で
頭

打
ち
に
な
っ
て
お
り
、
大
規
模
経
営
へ
発
展
す
る
道
も
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

中
に
お
い
て
、
各
農
家
の
開
に
経
営
の
変
化
が
あ
宍

農
地
の
移
動
が
行
な
わ
れ

て
い
る
。
戦
後
に
お
け
る
南
箕
輪
の
経
営
規
模
別
農
家
戸
数
の
変
化
、
農
家
の
階

層
分
化
の
状
況
を
示
す
と
表
７
－
3
5
及
び
図
7
1
4
2お
よ
び
７
－
4
3
の
よ
う
で
あ

る
。長

地
改
革
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
昭
和
二
五
年
の
農
家
の
経
営
規
模
か
ら
見

た
階
層
は
、
農
家
戸
数
の
約
半
分
の
四
五
二
戸
が
五
反
～
一
町
層
で
、
次
い
で
一

町
～
一
・
五
町
層
が
二
三
杢
戸
で
、
両
階
層
を
合
わ
せ
て
全
農
家
戸
数
の
六
五
％
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表
７
－
3
5
　

経
営

規
模
別

農
家
戸
数
の
変
化

μ　μ　μ　μ　μ　μ　μ 聚

]琵 万璧ﾂ3] え 言 うよ 三
バ

二 二 一 一 － － － －
二 〇 五 二 〇 四 一 五
○ 一 四 一 〇 〇 七 六戸

－－－
未 反

満

一 一 一 一 一 一 一 一

七 五 六 七 四 六 五 七
六 七 三 一 七 五 五 一戸

反三
長

三 三 三 三 三
四 四 三

○ ○ 二 三 五 〇 五 六
三 四 五 〇 四 一 二 八

町五

丿
－

一 一 一 二 二 二 二 一
二 六 八 一 四 一 三 九

○ 九 一 一 九 五 六 一戸

町一一

畦
ｙ

一 一 一 一
七 九 四 六 八 二 七 六
三 三 七 四 二 四 〇 四戸

心 一

－町五

七 六 七
四 三 一 一 二

四 四 二 三 六 六 八 八

町 二

,こ

一一

鋲

町三

以 は一 ＿
七 八 六 二 一　　 － ュ

一一
一Ｓ

五

町

一 一 一 一 一 一ゝ　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ

九 〇 〇 〇 〇 〇 〇 九
九 〇 四 四 六 六 四 八
四 四 四 一 八 一 九 〇戸

計

∧

＼

へ

こ 5反~1町
300

/
一３反未満／

／へ｀ へ
／
／
／＼

＼
＼

／　　　　　　　　　　　＼

５反
３

1~1.匯
3～5反

200

1～1.5町

２～３町

1.5~2町

３～５町

3反未満＼

100

1｡5~2町一 一

２～３町へ

554025　　30

（

村

勢

一

覧

に

よ

る

）

図7-42　 戦後の経営規模階層戸数の推移

2
2昭

和
年

昭 和55 年昭 和40 年昭 和25 年

図7-43　 村内各階層 の耕地占有比の変化（本図は各階層 の中央値反別に戸数を乗じて算出した）

を

占

め

て

い
わ

ゆ

る

中

堅
農

家

層

を
形

成

し

た

。

と

こ

ろ

が
、

こ

の

中

間

の

農

家

層

些

戸
数

で

昭

和

五

五
年

に

お

い

て

は

六

八

八

戸

か

ら

四

二

三
戸

へ
、

割
合

で

は

六

五
・
六
％

か
ら

四

二
・
六

％

と
著

し

く

減

少

し

た

。

こ

れ

に
反

し

て

五
反

米
満

層

お

よ

び

二
町

以

上

層

の
農

家

が
増

加

し

て

い

る

。

こ

れ

は
、

五

反

～

一
町

五

反

の
間

の

二
階

層

は
農

家

と

し

て

自

立

す

る
に

は
経

営

規

模

が

小

さ

く
、

も

っ
と

経

営

規

模

を

拡

犬

し

て
自

立

経

営

を

目

指

す

か
、

逆

に

面

積

を

縮

小

し

て

農

業

以

外

の
収

入

を

求

め

る
兼

業

化

の
道

に

進

む
か

、

そ

の
取

捨

選

択

を

迫

ら

れ

て

い
た

こ

と

を

示

し

て

お
り

、

全

農

家

戸

数

の

約

二

三
％

の
二

百

数

十

戸

が

そ

の

い
ず

れ

か

の
道

を

選

ん

だ

も

の
と

考

え

ら

れ

る

。（
図
７
－
4
2
）

一

・

五

町

～

二

町

層

の

農
家

は

、

昭

和

三

五

年

ご

ろ

ま

で

は

次

第

に

増

加

し

て

い
る

。

こ

の
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階
層
の
農
家
は
そ
の
こ
ろ
ま
で
は
自
立
可
能
な
経
宮
規
模
と
し
て
一
応
自
立
経
営

農
家
を
目
指
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
四
〇
年
ご
ろ
か
ら
の
経
済
の
急
成
長

に
よ
り
、
こ
の
程
度
の
経
営
規
模
で
は
農
業
の
み
に
よ
る
自
立
の
困
難
な
こ
と
を

感
ず
る
よ
う
に
な
り
、
両
極
へ
分
解
す
る
傾
向
を
示
し
て
急
速
に
減
少
す
る
よ
う

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
～
三
町
層
は
昭
和
三
〇
年
に
最
低
を
示
す
が
以
後
し
だ
い
に
増
加
し
、
自
立

経
営
を
目
指
し
て
努
力
し
て
お
り
現
在
の
中
堅
農
家
と
な
り
、
昭
和
四
〇
年
ご
ろ

か
ら
は
再
び
三
町
以
上
の
専
業
上
層
農
家
が
生
ま
れ
五
〇
年
代
以
後
急
増
し
て
い

る
。こ

の
よ
う
に
し
て
農
家
は
三
反
未
満
の
農
家
と
二
町
層
以
上
の
農
家
の
両
極
に

分
解
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
し
か
し
て
い
二
町
層
以
上
の
農

家
の
占
め
る
経
営
耕
地
の
合
計
を
み
る
と
全
村
内
耕
地
の
う
ち
で
占
め
る
割
合
が

昭
和
二
五
年
に
お
い
て
は
五
・
六
％
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
同
五
五
年

で
は
三

二
・
三
％
と
増
加
し
て
い
る
。（
図
７
－
4
3）
こ
れ
ら
の
農
家
が
今
後
中
堅
自

立

経
営
農
家
と
し
て
さ
ら
に
規
模
を
拡
大
し
て
経
営
を
安
定
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
、
こ
の
傾
向
の
一
層
の
進
展
が
必
要
で
あ

っ
て
、
今
後
な
お
多
く
の
問
題
点
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
は
、
昭
和
四
〇

年
以
後
五
反
～
一
町
層
の
農
家
数
が
あ
ま
り
減
少
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
農

機
具
の
進
歩
と
省
力
的
農
法
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
第
二
種
兼
業
農
家
で
も
こ
の
程

度
の
規
模
の
耕
作
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

‥〔［
　
兼
業
農
家
の
増
加

農
家
の
経
冨
規
模
階
層
の
変
動
と
関
連
し
、
戦
後
の
農
業
で
著
し
い
動
き
は
兼

業
農
家
の
増
加
で
あ
る
。
南
箕
輪
に
お
け
る
専
兼
業
別
農
家
戸
教

の
変
化
は
表

7
1
3
6の
よ
う
で
あ
る
。

戦
後
の
昭
和
三
〇
年
ご
ろ
ま
で
は
工
業
の
復
興
が
充
分
で
は
な
く
、
食
糧
増
産

が
盛
ん
に
叫
ば
れ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
の
で
、
専
業
農
家
数
は
し
だ
い
に
増
加

表
7
1
3
6
　南
箕
輪
に
お
け
る
専
業
・
兼
業
別
農
家
戸
数
の
変
化

μ　μ　μ　μ　μ　μ　μ 覧

]琵 万言ﾂﾞﾂ] 三 言] 言 三

年

レ
／

一 一 一 一 三 六 五 三
一 一 五 八 五 四 五 六
三 三 九 一 四 八 五 〇戸

専
業

農
家

一 二 三 四 四 二 三 五
五 〇 五 五 二 二 三 一
八 七 三 三 三 九 九 四戸

ド

家 種

七
六 五 四 二 一 一 一

二 八 三 〇 九 八 五 〇
三 四 二 七 一 四 五 六戸

Ｆ

家種

一 一 一 一 一 一
ゝ　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ

九 〇 〇 〇 〇 〇 〇 九
九 〇 四 四 六 六 四 八
四 四 四 一 八 一 九 〇戸

計

夕

数

農　 村 臨
μ　μ　μ　μ 輦// 竺鷺J

ヶ　U

ｽJ　ﾈ ﾌﾞ

備

考

し
、
昭
和
三
〇
年
で
は
全
農
家
戸
数

の
六

七
％

く
ら
い
が
専
業
農
家
で

あ
っ
た
。

と
こ

ろ
が
、

そ
れ
以

後
日
本
経
済

の
高
度
な
成
長
と
共
に
専
業
農
家
数
が
急
速
に

減
少
し
始

め
、

四
〇
年
ご

ろ
ま
で
は
第
一
種
兼
業
農
家
（
農
業
を
主
と
し
他
の
仕
事

を
従
と
す
る
農
家
）
が
急
速
に
増
加
し

た
。
昭
和
四
五
年
以
降
各
地
方
自
治
体
等
に

よ

る
工
場
誘
致
も
盛
ん
に
行
な

わ
れ
、
工
場
が
地
方
に
分
散
す
る
に

つ

れ

て

農

家
の
主
要
な
働

き
手
さ
え
も
工
場
勤

め
を
す
る
よ
う
に
な
り
、

脱
農
業

化
傾
向
の

顕
著
な
第
二
種
兼
業
農
家
（
農
業
外
の
仕
事
が
主
で
農
業
が
従
で
あ
る
農
家
）
が

急
増

し
、
昭
和

五
五
年
に

は
そ
れ
が
全
農
家
の
七
二
・
七
％

に
達
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
兼
業
農
家

の
増
加

は
、
昭
和

三
〇
年
以

降
の
急
速
な
経
済

の
発
展

に
伴

う
工
業

の
労
働
力
需
要

の
増
大
、

ま
た
工
業

の
労
働

生
産
力

の
急
速

な
発
展

が
農
業

の
労
働

生
産
力

の
発
展

を
は
る
か
に
越

え
、
工
業
従
事
者

の
所
得

が
増
大

し
て
農
業
従

事
者

と
の
間
に
格
段

の
優
位

が
生
ま
れ
た
こ
と
な
ど
に
よ

る
も

の
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
経
済

の
発
展

は
第
三
次
産
業
も
急
速
に
膨
張

さ
せ
、
こ

れ
ら

の

産
業

へ
の
農
業
従
事
者

か
ら
の
移
動
も

か
な
り

あ
り
、
農
家

の
兼
業
化

ヘ

ー
層

の

拍
車

を
か
け

た
た
め
で
あ

る
。

こ

れ
は
ま
た
、
農
業

の
機
械
化

の
進
展
と
共
に
農
業
就
業
人
口

の
減
少
を
も
招

児ﾘ
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お
い
て
お
り
、
昭
和
二
五
年
の
南
箕

輪
の
農
業
就
業
人
口
が
最
大
で
二
三

七
二
名
で
あ
っ
た
も
の
が
、
昭
和
五

五
年
に
お
い
て
は
コ

ー六
八
名
と
半

数
近
く
に
減
少
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
農
家
の
世
帯
員
が
農
業

と
其
の
他
の
仕
事
と
に
ど
の
よ
う
に

か
か
わ
っ
て
い
る
か
を
み
る
と
図
７

－
4
4
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
図
に
よ
っ
て
農
家
の
兼
業
化

の
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

こ
の
時
期
農
家
戸
数
は
お
よ
そ
１
０

０
０
戸
内
外
で
あ
る
か
ら
、
農
家
人

口
の
中
で
専
ら
他
の
仕
事
に
従
事
す

る
も
の
と
、
自
家
農
業
と
他
の
仕
事

に
従
事
す
る
者
を
合
わ
せ
る
と
、
一

戸
当
た
り
で
Ｉ
・
五
人
～
一
・
七
人

程
度
い
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
農

家
を
し
て
兼
業
農
家
た
ら
し
め
て
い

る
要
素
で
あ
り
、
昭
和
五
五
年
に
お

い
て
は
農
業
だ
け
に
従
事
す
る
者
一

二
六
八
入
に
対
し
、
前
者
の
兼
業
農

家
た
ら
し
め
て
い
る
人
数
は
合
わ
せ

て
一
七
三
四
人
で
一
二
二
七
倍
と
多

く
な
っ
て
い
る
。

兼
業
農
家
の
こ
の
よ
う
な
増
加
を

可
能
に
し
た
要
因
に
農
業
機
械
の
開
発
と
そ
の
普
及
が
あ
り
日
曜
や
祭
日
等
の
休

日
だ
け
で
か
な
り
の
規
模
の
農
業
が
可
能
に
な
り
、
ま
た
、
兼
業
に
よ
る
現
金
収

入
の
増
加
が
機
械
化
を
促
進
す
る
と
い
う
、
相
互
因
果
関
係
が
生
ま
れ
て
い
る
よ

う
に
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
兼
業
農
家
の
増
加
は
、
農
業
の
担
い
手
の
質
の
低
下
に

な
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
三
ち
ゃ
ん
農
業
と
い
わ
れ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
若
い

者
は
工
場
等
に
勤
め
、
残
っ
た
か
あ
ち
ゃ
ん
や
お
ぢ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

が
農
業
を
す
る
と
い
う
農
家
が
多
く
な
り
、
農
業
の
改
善
進
歩
に
対
す
る
意
欲
が

少
な
く
な
り
、
ま
た
、
農
業
後
継
者
不
足
と
い
う
深
刻
な
問
題
が
生
ま
れ
て
来
て

い
る
。

五
　

農
業
基
本
法
と
農
業
構
造
改
善

‥｝」
　新
し
い
農
業
へ
の
課
題
と
農
業
基
本
法

昭
和
三
六
年
六
月
、
農
業
基
本
法
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
農
業
界
か
ら
久

し
く
待
望
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
は
ど
こ
に
あ
っ
た

だ
ろ
う

か
。日

本
農
業
は
戦
後
か
な
り
の
進
歩
を
示
し
た
け
れ
ど
も
、
工
業
や
商
業
の
飛
躍

的
発
展
に
比
べ
る
と
そ
の
度
合
い
は
小
さ
く
、
家
族
的
小
経
営
と
い
う
枠
の
中
に

閉
じ
込
め
ら
れ
た
形
で
の
発
展
に
は
限
度
が
あ
り
、
特
に
労
働
生
産
性
の
発
展
の

立
遅
れ
が
著
し
く
農
業
と
他
産
業
と
の
間
の
所
得
格
差
が
拡
大
し
て
き
た
。
こ
こ

に
大
き
な
一
つ
の
問
題
点
が
あ
っ
た
。

農
産
物
の
輸
入
は
戦
後
急
速
に
増
加
し
て
い
る
。
特
に
Ｍ
Ｓ
Ａ
協
定
に
基
づ
く

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の
小
麦
の
輸
入
は
日
本
農
業
の
麦
作
に
壊
滅
的
打
撃
を
与

え
、
三
〇
年
代
後
半
か
ら
麦
の
作
付
面
積
は
急
速
に
減
少
し
、
大
豆
も
ま
た
輸
入

吉
見
に
押
さ
れ
て
四
〇
年
ご
ろ
に
は
本
村
で
も
最
盛
期
の
四
分
の
一
以
下
に
減
少

し
た
。
こ
の
ほ
か
、
輸
入
自
由
化
の
拡
大
に
よ
り
農
産
物
は
多
く
の
影
響
を
受
け

ﾘ 釦
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て
お
り
、
こ
れ
ら
輸
入
農
産
物
の
圧
力
に
対
抗
す
る
こ
と
の
で
き
る
農
業
の
確
立

は
、
現
在
の
日
本
農
業
に
課
さ
れ
た
最
大
の
課
題
に
な
っ
て
い
る
。

更
に
、
経
済
の
発
展
と
共
に
国
民
全
体
の
食
生
活
が
大
き
く
変
化
し
、
従
来
の

主
穀
（
米
麦
）
に
味
ず
汁
・
漬
物
と
い
う
食
内
容
か
ら
肉
類
・
牛
乳
・
卵
等

の
動

物
性
蛋
白
質
の
摂
取
量
の
増
加
、
ビ
タ
ミ
ン
類
・
無
機
塩
類
等
を
豊
富
に
含
む
果

物
・
野
菜
等
に
対
す
る
需
要
が
増
大
し
、
全
体
と
し
て
農
産
物
に
対
す
る
需
要
構

造
が
大
幅
に
変
化
し
て
き
て
い
る
。
戦
後
の
食
糧
不
足
の
時
代
に
は
専
ら
主
穀
中

心
の
農
業
が
奨
励
さ
れ
、
農
業
生
産
力
も
主
穀
を
中
心
に
発
展
さ
せ
て
来
た
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
を
変
化
し
た
需
要
に
応
じ
た
農
業
生
産
に
変
革
す
る
必
要
に
迫
ら

れ
て
き
た
。
特
に
本
村
は
西
天
竜
地
域
の
広
大
な
水
田
を
持
ち
伊
那
谷
に
お
け
る

穀
倉
地
帯
と
し
て
、
主
穀
中
心
の
傾
向
は
強
く
、
こ
れ
か
ら
も
そ
の
傾
向
が
強
く

残
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
需
要
構
造
の
変
化
に
応
じ
た
農
業
経
営
の
確
立
に
真

剣
に
取
り
組
む
必
要
が
痛
感
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
た
。

以
上
述
べ
て
来
た
よ
う
な
農
業
を
取
り
巻
く
情
勢
に
対
処
す
る
た
め
、
日
本
農

業
の
向
か
う
べ
き
針
路
の
策
定
加
要
望
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
針
路
を

定
め
、
政
策
目
標
を
揚
げ
た
の
が
長
業
基
本
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
後
の

農
業
政
策
は
こ
の
農
業
基
本
法
に
基
づ
い
て
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
基
本
法
に
示
さ
れ
た
内
容
は
、
農
政
の
目
標
と
し
て
「
農
業
と
他
産
業
と

の
生
産
性
の
格
差
が
是
正
さ
れ
る
よ
う
に
農
業
の
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
、

お
よ
び
農
業
従
事
者
の
所
得
を
増
大
し
て
他
産
業
従
事
者
と
均
衡
す
る
生
活
を
営

む
こ
と
の
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
を
掲
げ
、
こ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に

施
策
の
基
本
と
し
て
次
の
玉

う
な
項
目
が
あ
げ
ら
れ
た
。

１
、
具
業
生
産
の
選
択
的
拡
大

２
、
生
産
性
の
向
上
と
総
生
産
の
増
大

３
、
農
産
物
の
価
格
安
定

４
、
農
地
移
動
の
円
滑
化
に
よ
る
経
営
規
模
の
拡
大

５
、
農
業
構
造
改
善
事
業

の
実

施

こ

れ

ら

の

こ

と

を
年

々
具

体

化

す

る

た

め

の
政

府

の
責

任

が
法

に

よ

っ

て
課

さ

れ

て

い

る

わ

け

で

あ

る

が
、

こ

れ

ら

の
施

策

に

よ

っ
て

市

町

村

段

階

で

具

体

的

姿

と
し

て
現

れ

て
来

だ

の
が

農

業

構

造

改

善

事

業

で

あ

る

。
昭

和

三

六

年

か
ら

Ｉ
〇

か
年

計

画

で

第

一
次

構

造

改

善

事

業

が

始

め
ら

れ
、

同

四

五

年

度

か
ら

は
第

二

次

構

造

改

善

事

業

が

行

な

わ

れ
て

い
る

。

こ

の
構

造

改

善

事

業

は

、

農

業

生

産

の
基

盤

整

備

、

農

業

近

代

化

の
施

設

導

入

、

生

産

の
選

択

的

拡
大

を

目

途

と

し

適

地

適

産

を

基

調

と

し

た

生

産

地
形

成

を

目

標

と

し

て

進

め

ら

れ

て

き

た

。

≒
　

南

箕

輪

に

お

け

る

第

一

次
構

造

改

善

事
業

本

村

に

お

け

る

第

一

次

農
業

構

造
改

善

事
業

は
、

昭

和

三

八
年

か

ら
四

一
年

に

か

け

て
、

南

箕

輪
中

央

地
区

と

し

て
大

泉
川

両

岸

の
大

泉

・
南

殿

・
田

畑

地

区

に

対

し

て
行

な

わ

れ

た

。

そ

の

事
業

計

画

の

構
想

に

次

の

よ

う
に

述

べ

て

い

る

。

こ
の
地
域
は
全
耕
地
の
約

六
〇
％

を
占

め
る
水
田

の
経
営
合
理
化
を
目
的
と
し
基
盤
整

備
を
行
な
っ
て
、
ト
ラ
ク
タ
ー
を
中
心

と
す

る
大
型
農
業
機
械
を
導
入
し
、
近
代
化
さ
れ

た
生
産
手
段
に

よ
っ
て
生
産
の
増
大
を
図
り
、
省
力

さ
れ

た
労
働
力
を
こ

の
地
帯

の
水
田

経

営
と
最

も
有
機
的
に
結
合

し
得

る
肥
育
牛
事
業
に
集
中
し
て
、
一
大
産
地
を
形
成
す

る

に

あ
る
。

こ

れ
に

よ

る
と

、

基

幹

作

目

で

あ

る
稲

作

を

中

心

と

し

て

こ

れ

を

合

理

化

し

、

省

力

さ

れ

た
労

力

と

水

胆

畏
作

利

用

に

よ

り

肥

育

牛

飼

育

を

行

な

い
、

自

立

経

営

農

家

の
育

成

を

図

る

と

い
う

に

あ

り

、

そ

の

基

盤

整

備

事

業

と

し

て

は

、

水
田

区

画

の
大

型

化

（
三
反

歩
区
画
に
す
る
こ
と
）
は

保
留

し

、

橋

梁

と
長

道

の

整

備

に

重

点

を

置

き

、

経

営

近

代

化

施

設

と

し

て

は
大

型

農

機

具

の
導

入

と
、

畜

舎

・

堆
肥

舎

の

整

備

を
行

な

っ
て

い
る

。

そ

の

事
業

内

容

と

事
業

費

の
概

要

は
表
7
1
3
7

の

よ

う

で

あ

る

。

目
　

畑

作

総

合

改

善

パ

イ

ロ

ッ

ト
地

区

設

置
事

業

県

は

国

の

計

画

に

基

づ

き

昭
和

四

六
年

畑

作

総
合

改

善

パ

イ

ロ
ッ

ト

地
区

設

置

引7
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表
7
J
3
7
　第
一
次
農
業
構
造
改
善
に
関
す
る
事
業
計
画
の
概
要

合

計

融　　 資
単独事業

補　　　　 助　　　　 事　　　　 業 区

分経営近代
化 施 設

計

経営近代化施設 土 地基盤整備

小

計

堆

肥

舎

肉

牛

舎

小

計

籾
乾
燥
施
設

格

納

庫

コ
ン
バ
イ

ン

卜
－
フ
ク
ク
｜

小

計

濯

排

水

路

農

道

農

道

橋

梁

事
業

種
名

一

一
○

五
○

六
〇 - - - - - 四 四

施

でば

§t
全

域

計

画

一
一
○

五
○

六

○戸

ら
一
○

○
心

⊇
一
八
九
心

ら一
一
六

○

心

⊇
一
八
九
心

⊇
－
一
一〇

心

八一
元 右

一一

レ
回

受
益

云戸

%

- 一 八 九台

－
四

八
一
六

－

○
四
四

一一一

一一
一○

八 ｍ 四

事

業

量

九

一一一

九

〇

四

一
九

〇
〇
〇

七

○
○
○

一
一一

〇
〇
〇

七
四

九
○
四

四

一一一

一一
一
七

○

七

一
一
六
○

一一一

四

○

○

一

五

一一
一
七

〇

一

七

一一
一四

〇

一一
一
一

五

一一
一四

一

四

一
一一
一
一○

五

一一
一
六

四

四

－
一
一
一一
一一

七

六
万

事

業

費

一一
一〇

一
一
九

一一

一一
一○

一
一九

一一

一
一一

六

八
五

一一一

六

一一
一〇

一

七
〇
〇

七

六
八
五

八

六

七
〇

八

六
○

七

－一

六

八

一一

一一

一

一

ｉ
．

／Ｘ

一一一

八
獄

国

補

助

額

同

上

事

業

費

負

担

区

分

一一一

四

四

－

一一一

四

四

－

－一一

四

四

－

－

○
七
一一

八
四
六

一

垂ま

県

補

助

額

五

一

六
六

五

一

六
六

五

一

六
六

一

六
一〇

一

一
一
七
〇

一一

一
一牡

市

町

村

費

－
五

一
一
〇
〇

－
五

一
一〇
〇

五

六
○
○

九

六
〇
〇

千

円

公

庫

資

金

－

七

一
一一
一一
一
〇

－

七

一
一一
一一
一
〇

一一

九
○
○

一

一一
一六

〇

六

一
四
〇

六

九

一一
一〇

千

円

近
代
化

資
金

八

一
五
五

一一一

八

○

○

－

四
〇
〇

一一

四
Ｏ
○

四

一一
一
五

五

四

－一
一
五

五

七

一一
一○

一一
一
四

○

－

五
四
五

一

七
四
〇

千
円

そ

の

他

事
業

実

施
要

領

を
定

め
、

伊

那
西

部
農

業

地

域

と

中

信

平

農

業

地

域

の
二

地

区

を

対

象

と

し

て

パ

イ

ロ
ッ

ト

事
業

を

進

め

た

。
伊

那
西

部

農

業

地

域

と

は
伊

那
市

・

箕

輪

町

・
辰

野

町

・
南

箕

輪

村

の
四

市

町

村

で
、

本

村

は

そ

の
地

域

に

含

ま

れ

て

い

た

。

こ

の
実

施

要

領

の
趣

旨

を

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い
る

。

伊
那
西
部
及
び
中
信
平
の
農
業
地
域
は
、
農
業

の
装
置
化

と
組
織
化

を
計
画
的
に
推

進

（
役
場
文
吉

し
、
生
産
性

の
高

い
近
代
的
な
モ
デ
ル
農
村
を
建
設
す

る
こ
と
を
目
標
に
、
経
営
の
主
体

を
占
め

る
畑
地
を
対
象
に
国
・
県
営

の
土
地
基
盤
整
備
事
業
を
実
施
す
る
と
共
に

、
生
産

か
ら
流
通
体
制

の
確
立
と
こ
れ
に
必
要
な
投
資
を
行
な
う
農
業
総
合
開
発
事
業

を
実

施
す

る
が
、
こ

の
事
業
を
効
率
的
に
推
進
す

る
た
め
の
指
導
の
拠
点
と
し
て
、
両

地
域
内

に
畑

作
総
合
改
善
パ
イ

ロ
ッ
ト
地
区
を
設
置
す

る
。

（
役

場
文
書
）
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第３節　農業経営の変革

こ
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
地
区
設
置
事
業
計
画
に
基
づ
い
て
、
先
に
西
箕
輪
地
区
に
酪

農
を
中
心
と
し
た
パ
イ
ロ
ッ
ト
地
区
、
箕
輪
町
に
は
野
菜
を
中
心
と
し
た
パ
イ
ロ

ッ
ト
地
区
が
設
置
さ
れ
た
が
、
昭
和
四
八
年
地
方
事
務
所
よ
り
「
畑
作
総
合
改
善

パ
イ
ロ
ッ
ト
地
区
設
置
事
業
新
規
地
区
の
設
置
」
に
つ
い
て
通
達
が
あ
り
、
本
村

字
北
原
地
籍
に
「
倭
化
り
ん
ご
」
を
作
目
と
し
て
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
地
区
設
置
事
業

が
進

め
ら

れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

村
と
し
て
は
、
南
箕
輪
村
北
原
楼
化
り

ん

ご

パ
イ

ロ
ッ
ト
組
合
（
組
合
員
数
三

〇
名
）
を
組
織
し
、
設
置
事
業
牡

幽
を
作
成
し
て
事
業

を
推
進
し
た
。

そ
の
内

容

の
概
要
は
、
倭
化
り
ん
ご
園
一
〇
に皿
を
造
成
し
三
〇
〇
ｔ

の
り
ん
ご
を
生
産
す
る

団

地
を
育
成
し
、
西

部
農
業
開
発
一
早
業

の
推
進
を
図

る
う
と
す
る
も

の
で
あ

っ
た

。

さ
ら
に
、
こ
の
楼
化
り
ん
ご
パ
イ

ロ
ッ
ト
地
区

は
昭
和

五
〇
年

か
ら
果
樹
新

産

地
開
発
促
進
事
業
に
よ
っ
て
、
り
ん
ご
団

地
の
造
成

拡
大

が
図

ら
れ
る
こ
と
に

な

っ
た
。
そ
の
事
業
目
的
に
「
伊

図7-45　 畑作総合改善パ イロット地 区設 置事業

( わい化 りんごパイロット組合りんご園)

那
西
部
農
業
開
発
事
業

の
畑
濯

漑
用
水

を
利
用
し
、
高
度
な
土

地
利
用

を
行

な
う

た
め
当
面
三

〇
ｈ

の
り
ん
ご
園
を
造
成
し
、

り
ん
ご

の
産
地
化
を

図

る
」
、

と
し
て
お
り
、
新
た
に
三
〇

に皿

の
り
ん
ご
園
の
造

成

を

目

指

し
、

事
業

と
し
て

ス
ピ
ー
ド
ス

プ
レ
ー
ヤ
ー
の
購
入
、
苗
木

の

購
入
等

を
県

の
補
助
金

を
受
け

て
実
施
し

た
。
両
事
業
計
画

の

事
業
内
容
は
次

の
と
お
り
で
あ

っ
た
。

表
7
1
3
8
　パ
イ
ロ
ッ
ト
地
区
設
置
・
新
産
地
開
発
促
進
両
事
業
の
内
容

果 樹 新 産 地
開発促進事業

パイロット地区
設　置　事　業

合

計

共苗　 防

同　　 除

購　　 機

入木　 械

合

計

苗 改 抜

木

購

入 良 根

奥

容

二 特　 プ ス

等`　　レピ
ハ苗　 ＩＩ
三　 一 ヤド

五　 台｜ ス

一 一

〇 〇 三

〃　〃　ha

棄

量
一一一

五

一

一
一
一

一　 一ゝ　　　　ゝ

八　　六
四　　八
二　　 〇

八

四

八○

言 ご 仁

○ ○ ○円
ﾖｼ

一

一
一
一七

五　 五
六　 六
七　 〇

一一

五
○
○

一

則 ツ レ

○ ○ ○円

県

費
同

上

負

担

者

一一一

○

七

八

－

ﾌﾟﾐ　宵

町
ﾀﾞWJ

一
一

一一
一
九

五

一　 －

ゝ　　　　ゝ

一 一一
七　 二

五　　 〇

一一

九

○

一一

－

ﾌﾟｼ回乱

二〇〇円

其

の
他

（
役
場
文
書
）

匈
　

第
二
次
構
造
改
善
事
業

本
村
に
お
け
る
第

二
次
構
造
改
善
事
業

は
、
昭
和
五

一
年
度
に

お
い
て
北
部
地

区

と
南
部

地
区
に
分

け
て
改

善
計
画

が
立
案

さ
れ
、
五
二
年
度

か
ら
事
業
が
実
施

に
移
さ
れ
て

い
る
。

１
　

北

部
地
区
構

造
改
善
事
業

当
地
区

は
北
殿
・
大
泉
・
塩
ノ
井

・
久
保
・
北
原

を
含

め
た
地
域

で
、

水
田
地

帯

の
稲
作

を
中
心
と
し

た
農
業
経
営
と
、
畑
地
帯

の

酪

農
・
果

樹
・
野

菜

・
養

蚕
・
肉
牛
を
中
心
と
し
た
農
業
経

営
の
地
域

と
し
、
長
期
的
見
通
し

の
上
に
立

っ

て
水
田

地
帯
と
畑
作
地
帯
と
の
有

機
的
結

合
を
考
慮

し
、
米
・
野
菜
・
酪
農
・
果

樹

（
り
ん
ご
）
を
基
幹
と
し
、

構
造
改

善
事
業
に

よ
っ
て
共
同
利
用
施
設
、
協
業

組
織

、
地
域

施
設

を
整
備
し
、
地
域
農
業

の
中
核
的
担

い
手
と
し
て
次

の
目
標

の

よ
う
な
農
家

の
育
成
を
ね
ら

っ
て

い
る
。

夕お
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目
標
経
営
類
型

４　　３　　２　　１
専酪 複果 複水 専水

業　 合樹 合稲 業

経　 経水 経野 経

営農 営稲 営菜 営稲

類

型
区
分

り　　
米

乳　 ん
ご　 卜　 米

牛　 ・　 マ
米　 卜

作
目

構
成

一　 一　 一　 一
一　 一　 一　 一
ゝ　　　ゝ 　　　ゝ 　　　ゝ

六　 六　 七　 七

ﾄﾞ?　 ﾄﾞﾚ]]?　 言

所

得目

標

水飼 水果　水　 水
田料 田樹　田　 田
畑　 園

○二 〇〇　三

●　●　●　●　　●六 四 八六　五　 四
haha haha　ha　　ha

経

営

面

積

飼経 水 り　卜水 水
詐 幣 押 稲

○○ ○三

●　●　
・　＠

三〇 八六 一四　四
ha頭haha haha ha

生

産

規

模

基

//　　μ　　//　　
竺

一人

労
力

構
成

こ
の
目
的
達
成

の
た
め
の
構
造
改
善
事
業

は
次

の
よ

う
に
実
施

さ
れ
た
。

北
部
地
区
農
業
構
造
改
善
事
業
の
計
画
と
実
施

単
独
融
資

事
業

水
田

作
地
域

施
設

畜

産
協
業

施
設

園

芸協
業

施
設

水
田
協
業

施
設

事

業

種

目

事

業

内

容

乳　 パ り

牛　 イ ん
舎　 プ ご

乳 ・ 八
団

牛　　 ウ 地

導　 導 ス 造
入　 入　 成

籾
乾
燥

調
整

施
設

農　　卜
機　 ラ
具　 ク
格 三 夕

納 九｜
庫 Ｐ

Ｓ

じ

ヤピ
∩
五 ド

○ス
○プ

１ レ

農 自　 卜
機 脱　 ラ
具 コ　 ク
格 ン 三 夕

納 八 九｜
庫 イ Ｐ

ン Ｓ

一 一
五　 〇 六
人　 大　人

一
棟

一 一
棟 台

一
一
台

一 工 一
一‾．ノペ　ニ
棟 台 台

事
業
量

計

画

ご　　
＿　四

二　 －　Ｔキ　 只 ぺ

○　 ○　九

○　 ○　○
Ｏ　 Ｏ　Ｏ

一
一Ｏ

○

○

○
○

→

九

七

一
一－○

五

一
○
○

→

翫

事

業

費

一
四　 〇 六

人
一棟

一 一
棟 台

一
一台 三 五 二

棟 台 台

事
業
量

実

施

事
三　　 業
九　 計 八
｀　変画　｀
三 更　 五
九　中　 九
八　止　 六

一

九

四

一一
一

一一
一
五

→

一

-

-－一

五

五

六
六

→

一
－七

八

七 ＿
づ

事

業

費

右
記
事
業
を
五
二
年
よ
り
四
か
年
で
実
施

（

役

場

文

書

）

図7-46　 第二次農業 構造改善事業 水田協業

施設－ コンバ イン

北部に ５台南部に４台計９台導入された

図7-47　 第二次農業 構造改善事業水田作地域施設

セン ター内部

２
　
南
部
地
区
構
造
改
善

事
業

こ
の
地
区
は
田
畑
・
神
子

柴
・
南
原
を
含
む
地
域
で
、

水
田
地
帯
の
稲
作
を
中
心
と

し
た
農
業
経
営
と
、
畑
地
帯

の
酪
長
・
野
菜
を
中
心
と
し

た
農
業
経
営
の
地
域

と
し

て
、
長
期
の
見
通
し
の
上
に

立
っ
て
水
田
地
帯
と
畑
作
地

帯
と
の
稲
わ
ら
堆
肥
等
の
相

互
利
用
等
有
機
的
結
合
を
考

慮
し
つ
つ
、
米
・
野
菜
・
酪

農
・
花
弁
を
基
幹
と
し
、
構

造
改
善
事
業
に
よ
っ
て
協
業

施
設
、
生
産
施
設
団
地
を
整

備
し
て
生
産
性
の
高
い
自
立

経
営
、
共
同
組
織
の
育
成
を

す
る
と
共
に
規
模
の
拡
大
を

図
り
、
左
の
目
標
の
よ
う
な

地
域
農
業
の
中
核
的
担
い
手

で
あ
る
近
代
的
経
営
を
確
立

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
。

9 銘



第３節　農業経営の変革

目
標

経
営
類
型

３　　２　　１

営花 営酪 複水
井　 農 合稲
専　 専 経・
業　 業 営野
経　 経　 菜

類

型
区
分

ョカ　　　　米

ン１　乳　　・
ネ　　　　ト
１　牛　 マ

シ　　　　ト

作
目

構
成

一　 一　 一
一　 一　 一
ゝ　　　ゝ　　　ゝ

八　 六　 八

ﾚﾚﾘ 言

所

得
目
標

水
飼乳 水

田　料牛　田

○　畑　　 三
一二　＿一　二

こ　
ェ ○　ﾉ ﾍﾟ

ha　ha頭　ha

経

営
面
積

ガ　　　 ト
水

ラ　　　 ハ稲
ニ ス　同　 ウ三

温`　　　　ス・

一
室　　　 ○五

〇　　 上　・ha
O　　　 一卜
j　　　ha マ

生

産

規

模

基
,， ，， 啓

一人

労
力

こ
の
目
的
達
成

の
た
め
次

の
よ
う
な
事
業
が
実
施

さ
れ
た
。

南
部
地
区
農
業
改
善
事
業
計
画
と
実
施

単
独
融
資

事
業

園

芸
団
地

造
成

畜

産
団
地

造
成

水
田
協
業

施
設

事

業

種

目

農　 乳　 パ
用　 牛　 イ
ト　 導　 プ

ラ　 入　 ノヘ
ッ　　　　　ウ

ク　　　　 ス
導　　　　 導
入　　　　 入

作 が
ラ

ス
業 温

室
一

舎 式

特

鰭

一
舎 式

農　自　　卜
機　脱　 ラ
具　コ　 ク
格　 ン　 タ

納 八 三｜
庫 イ 九

ン Ｐ
Ｓ

事

業

内

容

五　 二二
五五 〇五 〇〇
台人 頭人 棟大

一
一 六

//棟

七 七

// 棟

九一
○棟 四 二
丿　 台　台

ﾌﾟE

量
計

画

一 －
一

三　 〇　 六
ゝ　　　ゝ　　　ゝ

二　 〇　 〇

五　 〇　 〇

○　 ○　 ○

一
一
○

四

一
一
○

○

一
四

一一一

五

〇

〇

一
一○

七
言

事

業

費

－
一一

四 四 二 五 〇

台 人 頭 人

-
＿
「 ．

‾ ノベ

μ　 μ

七 五

μ　μ
一　

四　二
棟　台　台

事
業
量

実

施

計
一　　 画

二　 四　に変
｀　　` 　よ更

六　 九　 り
○　 八　

中
○　 ○　止

一
一Ｏ

一
一

一
九

六

一
一
一七

四
四
五

一
一一一

空

言

事

業

費

右

記
事
業
を
五
二
年
よ
り
四

か
年
で

実
施

（

役

書

文

書

）

図ｱｰ48　 畜 産団地（酪農）の牛舎・堆肥舎

図7-49　 園芸団地のカーネーション硝子温室

匈
　
西
部
農
業
開
発
事
業

中
央
高
速
自
動
車
道
は
伊
那
盆
地
西
部
の
畑
地
帯
を
南
北
に
縦
貫
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
中
央
自
動
車
道
開
設
に
伴
う
メ
リ
ッ
ト
を
求
め
、
昭
和
四
二
年
伊

那
北
部
中
央
道
関
連
農
業
開
発
推
進
協
議
会
を
組
織
し
、
従
来
後
進
農
業
地
域
と

さ
れ
て
き
た
西
部
地
域
の
農
業
開
発
に
つ
い
て
の
施
策
を
、
県
や
国
に
強
く
要
請

し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
昭
和
四
二
年
か
ら
伊
那
西
部
地
区
に
つ
い
て
国
営
土
地

改
良
事
業
の
計
画
が
始
め
ら
れ
、
辰
野
・
箕
輪
・
南
箕
輪
・
伊
那
の
コ
巾
二
町
一

村
に
ま
た
が
る
西
部
畑
作
地
帯
に
対
す
る
「
西
部
農
業
開
発
事
業
」
が
行
な
わ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
当
初
計
画
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１
、
国
営
か
ん
が
い
事
業
（
農
林
省
直
営
）

受
益
戸
数
　
六
三
七
戸
（
本
村
関
係
分
の
み
）

全
面
積
　
　
三
二
八
七
ｈ
（
本
村
関
係
四
四
七
ｈ
）

伺5
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事
業
費
　
　

四
三
億
三
〇
〇
〇
万
円

２
、
県
営
畑
地
帯
総
合
土
地
改
良
事
業
（
県
営
）

受
益

戸
数
　

六
三
七
戸
（
本
村
関
係
分
の
み
）

全
面
積
　
　

二
六
七
〇
ｈ

（
本
村
関
係
四
四

七
ｈ

）

事
業
費
　
　

五
三
億
二
〇
〇
〇
万
円

内
容
　
　
　

畑
地

か
ん
が

い

区
画
整
理
　

全
体
面
積
一
七
三
六
ｈ

（
本
村
関

係
三
三
五

’
六
ｈ
）

３
、
広
域
営

農
団
地
農
道
整
備
事
業

（
県
営
）

受

益
戸
数
　
　

六
三

七
戸

大
規
模

農
道
　

二

七
1
1
　南

箕
輪
村
内
　

九

・
二
ｈ

幹

線
農
道
　
　

三

六
1
1
　同
右
　
　
　
　

四

△

ｈ

支
線
農
道
　

一
〇
〇
ｈ
　

同
右
　
　
　
　

七

―
一
ｈ

事
業
費
　
　

一
〇
億

三
三
八
八
万
円

こ
の
開
発
事
業
の
中
心
は
西
部
畑
作
地
帯
に
対
す
る
畑
作
か
ん
が
い
事
業
で
あ

っ
て
、
用
水
源
を
天
竜
川
沿
い
の
排
水
路
に
求
め
、
南
箕
輪
村
田
畑
地
先
で
最
大

毎
秒
三
・
一
八
六
司
を
確
保
し
、
二
か
所
に
揚
水
機
揚
を
殷
殷
し
て
台
地
上
に
二

段
送
水
を
し
、
上
下
二
段
の
南
北
に
広
が
る
幹
線
水
路
、
調
整
池
等
の
水
利
施
設

を
「
国
営
か
ん
が
い
事
業
」
と
し
て
施
工
し
、
そ
れ
よ
り
先
の
配
水
幹
線
水
路
・

調
整
池
・
圃
楊
内
施
設
及
び
区
画
整
理
等
は
「
県
営
総
合
土
地
改
良
事
業
」
と
し

て
施
工
し
、
二
六
七
〇
ｈ
の
土
地
の
畑
地
か
ん
が
い
を
し
、
六
一
八
ｈ
の
水
田
に

用
水
補
給
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
事
業
は
昭
和
四
七
～
五
三
年
の
工
期
で
始
め
ら
れ
、
途
中
で
受
萩
戸
数
・

受
益
面
積
等
に
若
干
の
変
更
が
あ
り
現
在
な
お
進
行
中
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ

て
中
央
自
動
車
道
に
並
行
し
て
走
る
広
域
大
規
模
長
道
を
中
心
に
四
通
八
達
す
る

農
道
や
、
基
盤
整
備
事
業
や
、
揚
水
施
設
の
整
備
に
よ
り
、
中
央
自
動
車
道
の
開

通
と
共
に
見
違
え
る
よ
う
な
景
観
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
。

し
か
し
、
当
初
こ
の
楊
水
計
画

は
西
部
畑

地
帯

全
域

を
水
田
に

造
成

す
る
目
的

で
立
案
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
が
米

の
過
剰

傾
向
に
よ
る
国

の
農
政
の
転
換
に

よ

り
、
計
画
は
田

畑
輪
換
へ
、
さ
ら
に
畑
か
ん
が
い
事
業
へ
と
変
更

し
た
も
の
で
あ

っ
て
、
当
初
の
気
勢
を
そ
が
れ
た
こ
と
は

い
な
め
な

い
。

本
事
業

の
主
目
的
で
あ
る
畑
か
ん
が

い
事
業
が
、
こ
の
よ
う
な
い
き
さ
つ
か
ら

生

ま
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
、
個
人
の
施
設
費
に
多
く
の
資
金
が
必
要
で
あ
る
こ

と
、
当
地
域
か
年
降
水
量
一
五
〇
〇
～
一
六
〇
〇
ｍ
で
そ
れ
ほ
ど
過
乾
燥
状
態
に

な
る
こ
と
が
少
な

い
こ
と
な

ど
か
ら
、
事
業
施
設
の
効
果
的
運
用

に
つ

い
て
問
題

か

お
る
よ
う
で

あ
る
。
こ

の
点
に

つ
い
て
は
関
東
農
政
局
・
県
関
係
機
関
・
土
地

改

良
区
・
関
係
市
町
村
や
農
協
等
鋭
意
研
究
協
議
が
重
ね
ら
れ
て

い
る
が
、
今
後

の
大

き
な
課
題

と
な
っ
て
い
る
。

㈹
　

そ
の
他
の
農
業
振
興

事
業

昭
和
四
五
年
、
野
菜
指
定
産
地

の
振
興
事
業
と
し
て
、
農
業
協
同
組
合
が
事
業

主
体

と
な
っ
て
野
菜

の
集
出
荷
場

が
作

ら
れ
た
。

昭
和
四

六
年
、
地
域
特
産
農
業
推
進
事
業
と
し
て
、
果
樹
や
野
菜
の
う
ち
、
青

果
ト

マ
ト
・
加
エ
ト

マ
ト
・
短
根
人
参
等
を
中
心
と
し
て
野
菜
特
産
地
形

成
を
推

進
す
る
た
め
、
神
子
柴
地
区
御
射
山
社
跡
北
側
、
春
日
街
道
沿

い
に
野
菜
の
集
出

荷
場

が
建
設

さ
れ
、

さ
ら
に
そ

れ
は
五
〇
～
五
一
年

の
広
域
営
農
団
地
総
合
施
設

整
備
事
業
に

よ
っ
て
、
大
型

広
域
集
出
荷
場
と
し
て
拡
張
充
実
さ
れ
、
五
四
年
に

は
、
野
菜

輸
送
合
理
化
推

進
事
業
に

よ
っ
て
助
成
が
行

な
わ
れ
、
野
菜
保
鮮
共
同

施
設
（
野
菜
予
冷
庫
）
が
付
設

さ
れ
、
事
業
主
体
で
あ
る
伊
那
農
協
に
お
け
る
果
樹

野
菜
類

の
中

心
的
集
出
荷
場
と

な
っ
た
。

一
方
、
稲
作
経
営
に

お
い
て
は
田
植
機
械

の
普
及
に
伴

い
、
機
械
植
用
箱
育
苗

方

式
の
合

理
化

の
た
め
に
大
型
水
稲
共
同
育
苗
施
設
設
置
事
業
が
実
施
さ
れ
、
八

幡
宮
の
北

に
大
型

の
水
稲
育
苗
施
設
（
育
苗
セ
ン
ク
士

が
昭
和
四
六
年
に
設
置
さ

れ
、
現

在
こ
の
育
苗
セ
ン
タ
ー
に

お
い
て
毎
年

一
五
〇
ｈ
分
内
外

の
機
械
植
用
稚

夕屁
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苗
の
緑
化
苗
が
育
成
配
布
さ
れ
て

い

昭
和
四
八
年
に
は
、
稲
作
転
換
拠
点

集
団
育
成
事
業
と
し
て
青
果
ト
マ
ト
の

集
出
荷
場
に
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
が
備
え

付
け
ら
れ
ほ
か
に
丿
目
給
肥
料
総
合
振

興
対
策
事
業
に
よ
っ
て
サ
イ
ロ
機
械
、

乾
草
貯
蔵
庫
の
設
置
に
助
成
が
行
な
わ

れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
伊
那
市
が
事
業
主
体
と
し

て
進
め
た
新
農
業
構
造
改
善
事
業
の
一

環
と
し
て
、
長
村
地
域
改
善
事
業
地
域

施
設
整
備
事
業
が
行
な
わ
れ
、
伊
那
農

協
が
事
業
実
施
主
体
と
な
り
、
さ
き
の

広
域
集
出
荷
場
に
隣
接
し
て
二
億

九
〇
〇
〇
万
円

（
う
ち
補
助
金
約
二
分
の
一
）

の

巨
費
を
投
じ
て
り
ん
ご
選
果
場

が
建
設

さ
れ
、
昭
和
五

九
年

よ
リ
リ

ん
ご
専
門

の

選
果
場

と
し
て
そ
の
稼
動

を
始

め
た
。
こ
の
選
果
場

は
マ
キ
式

セ
ン
サ

ー
カ
メ
ラ

式
形

状
選
別
機

を
備
え
、
一
日

六
五
〇
〇

ケ
ー
ス
の
選
果
能
力
を
持

つ
大
型
選
果

場

で
あ
る
。
こ
う
し
て
先
に
建
設

さ
れ
た
広
域
集
出
荷
場
は
梨

の
ほ

か
、
現
在
、

ピ
ー
マ
ン

ー
ス
イ
ー
ト

コ
ー
ン

ー
ア
ス
パ
ラ

ガ
ス
等

の
野
菜

の
集
出
荷
を
野
菜
予

冷
庫

の
合
理
的
利
用
と
組
み
合

わ
せ

て
運
営

さ
れ
て

い
る

。

な
お
、
こ

の
間
、
村
単
独
事
業
と
し
て
は
、
り
ん
ご
団

地
化
推
進
事
業

・
畜
産

環
境
整
備
地
力
増
進
事
業
等
が
行

な
わ
れ
た
。

こ

の
よ
う
に
し
て
、
農
業
基
本
法
に
よ

っ
て
指
向
さ
れ
た
農
業

の
方
向

が
一
歩

一
歩
実
現

さ
れ
て

い
る
よ
う
に
感

ぜ
ら
れ
る
。
村

全
体
と
し
て
南

箕
輪
村

は
依
然

と
し
て
水
田
中
心

の
農
業
で
あ
る
が
農
産
物
の
選
択
的
拡
大

の
線
に
添
っ
て
、
酪

農

・
果

樹

（
腰
化
り

ん
ご
）
・

花

弄

等

を

経

営

の
中

心

に

据

え

た

農

家

が

生

ま

れ

て

来

て

お

り
、

ま

た
、

上

か
ら

の
指

導

と

い
う
形

で

は

あ

る

が

、
大

規

模

生

産

流
通

施

設

を

中

心

と

し

て

協

業

化

に

つ

い
て

も

徐

々

に

進

ん

で

い
る

と

考

え

ら

れ

る

。

し

か
し

、

こ

れ

ら

の
推

進

さ

れ

た

事
業

に
直

接
関

与

し

て

い
る
個

々

の

農

民

が

、

農

業

基

本

法

の
目

指

し

て

い
る
中

堅

自

立
経

営

農
家

と
し

て
充

分

に

確

立

さ

れ

て

い
る

か
と

い
う

最

も

重

要

な
問

題

点

に

な

る

と

遺
憾

な

が

ら
極

め

て
不

充

分

で

あ

り

、
特

に
稲

作

を
中

心

と

し

た
中

堅

自

立

経

営

農

家

の
育

成

は

ほ

ど
遠

い
も

の
か

お

る

。
社

会

経

済

状

勢

の
変

化

は
、

農

業

基

本

法

の
立

場

を

越

え

て

さ

ら

に

進

ん

で

い

る

と

い

え

よ

う

。

六
　

畜

産

お

よ

び

園

芸

の

発

展

】
」
　
畜

産

の

発

展

１
　

戦

後

の

畜

産

の

発

展

戦

後

二

、

三

年

は
食

糧

増

産

に

必
死

で

あ

っ
て

畜

産

の

停

滞

は

続

い
た

。

し

か

し

、

昭

和

二

五

年

こ

ろ

か

ら

再

び

農

業

有

畜

化

か

進

め

ら

れ

た

。

県

は

昭

和

二

二

年

第

一

次

畜

産

振
興

計
画

を

策

定

し
、

翌
年

か

ら

生

産
性

の
高

い
家

畜

を

中

心

に

増

殖

を

進

め

、

さ

ら
に

、

二

五
年

に

は
第

二
次

畜

産
振

興

五

か

年

計

画

を

立

て

た

。

こ

の

事
業

に

よ

っ

て

二

七
年

か

ら

の
有

畜

農

家

創

設

事

業

や

二

九

年

の

高

冷

地
酪

農

振

興

事
業

が
始

め

ら

れ

た

。

こ

の

県

の

計

㈲

の

も

と

で
、

村

は
昭

和

二

九
年

に

南

箕

輪

畜

産

振

興

施

策

計

画

を
樹

立

し

た

。

そ

の

概

要

は

次

の

よ

う

で

あ

る

。

畜

産
振
興

施
策
計
画

昭
和

二
十
八
年

の
大
凶
作
に
よ

り
（
中
略
）
農
業
経
営
を
建
て
直
す
に
は
経
営
の
大
飛

躍

を
必
要

と
す
る
か
か
る
時
村
民
経
済
を
将
来
共
に
建
全
な
ら
し
む
る
村
の
大

施
策
と
し
て

大
量

の
家
畜

を
導
入
し
、
貸
付
け
に
よ

っ
て
、
現
在

の
役
肉
牛
二
九
六
、
乳
牛
一
三
〇

、

緬
羊
二

七
九
、
山
羊
三
〇
〇
を
併
せ
て
酪
農
村
を
形

成
し
、
堆
肥
の
増
産
に
よ
り
農
耕
地

の
培
養
地
力

の
増
進
等
を
計
り
、
乳
価

の
現
金
収
入
と
同

時
に
農
産
物
の
生
産
性
向
上
に

昭7
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よ
宍

村
民
経
済

の
安
定

を
期
し
た

い
。

有
畜

農
家

創
設
増
強
要
綱

一二

目

的
　

有
畜

農
家
を
創
設

す
る
こ
と
に

よ
宍

農
業
経
営
合
理
化
を
推
進
し
、
そ

の

生
産
力
を
高
め
る
こ
と
を
目
的

と
す

る
。

二
、
目
標
　

現
在
の
無
畜
農
家
戸
数

二
〇

七
戸
中

、
経
営
規
模

と
経
営
形
態

か
ら
見
て
有

畜
化
か
可
能
で
あ
り
且
つ
こ
れ
を
必
要

と
す
る

Ｉ
〇
〇
戸
、

こ
れ
を
三
年
以
内
に
有
畜
化

す
る
こ
と
と
し
、
第
一
次
計
画

と
し
て
経

済
自
立
計
画

に
基

づ
き
、
乳
牛

二
〇
頭
・
役
肉

牛
一
〇

頭
・
緬
羊

・
山
羊

種
畜

各
一
〇
頭
、
約

五
〇
戸
を
有
畜
化

す
る
。（

役
場
文
書
）

南
箕

輪
村
貸
付
乳

牛
委
託
管

理
規
程

第

一
条
　
村
長

は
長

野
県
家
畜
貸
付
規
程

の
主
旨
に
基
づ
き
、
こ

の
規
程

の
定
む

る
と
こ

ろ
に
よ
り
貸
付
乳
牛

の
飼
養
管

理
を
委
託
す

る
。

第

六
条
　
貸
付
乳
牛

の
貸
付
期
間

は
五
年
間
と
す

る
。
（
以
下
略
）

第
八
条
　
管

理
者

は
第

六
条

の
期
間
内
に

そ
の
貸
付
乳
牛

か
ら
生
産
さ
れ
た
最
初

の
聯
牛

を
借
り
受
け
頭
数

と
同
頭
数
村
長
に
返
納
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

（
役
場
文
書
）

こ

の

よ

う
に

村

は
第

一

次
計

画

と
し

て
右

記

の
家

畜

頭

数

を
導

入

し

五

〇

戸

の

農

家

（
後
の
五
〇

戸
は
第

二
次
計
画
）

を
有

畜

化

す

る

。
特

に

乳

牛

は
資

金

が

か

か

る

の

で
、

貸
付

規

定

を
設

け

て

農
家

の
導

入

を

便
に

し

て

い

る

。

こ

の

よ

う

な
振

興

計
画

は

村

と

し

て
始

め

て

の

も

の

で

あ

っ

て
、

各

種
家

畜

の
導

入
に

よ

る
有

畜

化

け

急

速

に

進

み

、
乳

牛

に

つ

い
て

は

二

七
年

ご

ろ

か

ら
酪

農

ブ

ー

ム
に

入

っ

て

い
た

が

、

第

二

次

計
画

と

共

に

村
内

酪

農

振
興

の
大

き

な

ス

テ

ッ

プ
に

な

っ

た

の

で

あ

る

。

こ

う

し

て

、

二

九

年

度

末

に

は

村

内

乳

牛

は

一

五

〇
頭

を

超

え

、

三

三
年

に

は

二

六

〇

頭

と

急

速

に

増

加

し

、

森

永

乳

業

・

協

同

乳

業

・

三

協

乳

業

の

系

列

化

に

入

っ
て

牛

乳

を

販

売

し

、

現

金

収

入

を

も

た

ら

し

た

が

、

各

農

家

の
飼

育

規

模

は

一
～
二
頭
で
、

ま
だ
副
業

の
域
を
脱
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

昭
和

ご
二

年
に

は
、
県

は
第
三
次
畜
産
振
興
計
画
を
立
て
、
さ
ら
に
三
一
二

二

五
年
に

は
新
農
村
建
設
事
業

が
始

ま
っ
た
、
南
箕
輪
は
昭
和
三
二
年
に
西
箕
輪
と

協
同

し
て
地
域
農
村
振
興
協
議
会

を
作
り
、
各
種
振
興
事
業
を
行

な

っ

て

い

る

が
、

そ
の
う
ち
畜

産
振
興
に
関

す
る
本
村
関
係
分

は
表
7
1
3
9
の
よ

う
で
あ

る
。

表
７－
3
9
　新
農
村
建
設
の
う
ち
畜
産
振
興
事
業

自飼 家 共 集 鶏 緬 豚 役 乳
幣 畜 同 乳　

羊　 肉 牛

//　 淮 管 育 所 導　 導 牛
丿芭　　　　　　　　　ゝ　　　　　’･施 理 雛 建　 導　 導 導

設 所 所 設 入 入 入 入 入

事 ，

業

名

チカ　　　　　　　　 ＿

ヨツ　　　　　　　　　ニツタ　　　　　　　　　　`
ﾉ勺　 一　　　　 六 一 一　 二
｜　　 ○　　　　 六 四 〇 三 〇

○ 一 一 九 三 一 〇 〇 －
八八　 反　μ　リ 棟 羽 μ　μ　μ 頭

事

業

量

飼　　 建 建　 子 種　 導
料　　 物 物　 緬 用

//　　調　 ″ 施 及　 羊 及//

整　　 設 び　 導 子
冷　 入 豚　 入
却　　　 導
施　　　 入
設

事

業

内

容

南

箕

μ　　μ　　μ　μ　μ　μ　μ　μ　μ　車命
農

協

推

進
主
体

九　 九 九 四 四　　 一

六　 六 匹 ○ ○　 六 二 一
四

〇　 〇 二 〇 〇　 〇 〇 〇 〇
リ　　μ　　μ　μ　μ　　　μ　μ　μ　戸

受

益
範
囲

こ
の
事
業
の
中
心
は
家
畜
の
導
入
と
施
設
の
整
備
で
、
乳
牛
け
じ
め
中
小
家
畜

の
導
入
を
積
極
的
に
進
め
、
施
設
に
お
い
て
は
集
乳
所
を
作
っ
て
集
乳
の
合
理
化

を
図
り
、
ま
た
家
畜
の
高
価
な
個
体
の
増
加
に
伴
い
疾
病
予
防
の
た
め
家
畜
管
理

所
を
設
置
し
、
家
畜
の
健
康
保
護
を
図
り
、
養
鶏
の
た
め
に
は
共
同
育
雛
所
を
設

置
し
て
育
雛
の
技
術
的
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
と
し
て
い
る
。
村
の
有
畜
化

も
軌
道
に
乗
っ
た
感
じ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
有
畜
化
は
進
ん
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
経
済
の
発
展
、
社
会
情

勢
の
変
化
に
っ
れ
て
家
畜
の
種
類
に
よ
る
盛
衰
が
甚
だ
し
い
。
か
つ
て
家
畜
の
中

心
で
あ
っ
た
馬
は
動
力
農
機
具
の
発
達
導
入
、
車
両
の
発
達
に
よ
っ
て
昭
和
二
〇

ﾘ 銘
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図7-51　 馬・役肉牛頭数と肉牛飼育戸数の変 化（ 南箕輪村）

旧 ０乳
牛
の
多
頭
飼
育
酪
農
の
専
業
化

進
む

経
済
の
高
度
成
長
始
ま
る

乳牛頭数

一 一一一一乳牛飼育戸数

1600

1400

南
箕
輪
畜
産
振
興
計
画
策
定

二 大

飼育戸数 ゛゛゙ ヽヽ ---ヽ ､.､､!0
乳牛頭 数

０
　

０
　

０
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０
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０
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０
　

０
　

０
　

０

２
　

０
　

８
　

６
　

４
　

２

－
　

ｊ

年
代
後
半
か
ら
急
速
に
減
少
し
、
四
〇
年
代
で
は
そ
の
姿
を
見
る
こ
と
が
出
来
な

く
な
り
、
役
牛
も
馬
よ
り
多
少
後
ま
で
残
っ
た
が
馬
と
同
じ
道
を
た
ど
っ
た
。
ま

た
、
戦
後
の
衣
料
不
足
の
時
代
、
幅
を
き
か
し
た
緬
羊
圭
二
〇
年
代
に
は
急
速
に

減
少
し
、
鶏
は
三
〇
年
代
の
中
ご
ろ
急
増
し
、
一
〇
〇
羽
～
二
〇
〇
羽
と
飼
育
規

模
を
大
き
く
し
た
農
家
が
数
多
く
生
ま
れ
た
が
、
鶏
卵
価
格
の
変
動
等
に
よ
り
四

○
年
代
に
急
減
し
、
現
在
で
は
鶏
を
飼
う
農
家
は
珍
し
く
な
犬

山
羊
、
豚
は
や

や
遅
く
ま
で
飼
育
頭
数
が
維
持
さ
れ
た
が
第
二
種
兼
業
農
家
の
増
加
と
共
に
次
第

に
減
少
し
て
い
る
。
こ
れ
に
代
わ
っ
て
増
加
し
し
て
き
た
の
が
、
乳
牛
と
肉
牛
の

大
家
畜
で
あ
る
。
南
箕
輪
に
お
け
る
家
畜
の
飼
衰
戸
数
及
び
飼
育
頭
数
の
変
化
の

状
況
は
表
７
－
4
0及
び
図
7
1
5
1・
5
2の
よ
う
で
あ
る
。

40　　45　　5 ‾0　　515　　6b15　20　25　30　3g
一
戸

図7-52　 乳牛頭数・飼育戸数の変化（ 南箕輪村）

２
　
畜
産
経
営
の
多
頭
化
・
専
業
化

昭
和
三
八
年
か
ら
始
ま
っ
た
村
の
第
一
次
構
造
改
善
事
業
に
よ
っ
て

水
田
経
営
と
有
機
的
に
結
合
し
得
る
肥
育
牛
事
業
を
導
入
し
た
こ
と
は

す
で
に
述
べ
た
が
、
こ
の
計
画
に
よ
っ
て
肉
牛
舎
六
〇
棟
、
堆
肥
舎
五

〇
棟
が
建
設
さ
れ
、
多
く
の
農
家
が
一
二

一
頭
の
肥
育
牛
の
飼
育
を
始

め
、
肥
育
牛
の
頭
数
は
し
だ
い
に
増
加
し
、
四
七
年
に
は
四
〇
〇
頭
を

超
え
て
い
る
。

こ
の
肉
牛
の
飼
育
は
稲
作
の
補
完
部
門
と
し
て
、
既
存
農
家
の
雑
多

な
部
門
を
整
理
し
補
完
部
門
を
拡
充
し
て
技
術
の
高
度
化
を
ば
か
り
、

自
立
経
営
の
確
立
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
従
来
の
副
業
的
畜

産
よ
り
は
一
歩
前
進
し
た
意
図
を
示
し
て
い
た
が
、
経
済
の
発
展
は
さ

ら
に
経
営
の
合
理
化
、
能
率
化
を
要
求
し
て
い
た
。

一
頭
飼
育
よ
り
は
二
頭
飼
育
、
二
頭
飼
育
よ
り
は
五
頭
飼
育
の
方
が

飼
料
の
購
入
、
飼
養
管
理
、
販
売
等
す
べ
て
に
合
理
的
で
あ
っ
て
、
一

頭
当
た
り
の
生
産
費
は
安
価
と
な
る
、
こ
の
よ
う
な
合
理
化
の
出
来
な

い
農
家
は
経
済
的
競
争
に
落
伍
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に

し

て
、
副
業
的
経
営
と
し
て
の
畜
産
は
、
農
家
の
兼
業
化
と
と
も
に
し
だ
い
に
減
少

し
、
家
畜
の
飼
育
戸
数
は
減
少
し
、
逆
に
二
戸
当
た
り
の
飼
頭
数
は
し
だ
い
に
多

頭
化
の
傾
向
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
傾
向
は
特
に
昭
和
四
〇
年
代
中
ご
ろ

か
ら
顕
著
に
な
っ
た
。（
表
７－
4
1
’
図
7
1
5
3）

こ
の
よ
う
な
傾
向
の
中
で
、
元
来
副
業
的
性
格
を
持
つ
山
羊
は
急
速
に
減
少

し
、
豚
・
鶏
等
の
飼
料
を
ほ
と
ん
ど
購
入
に
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
家
畜
は
、

徹
底
し
た
犬
規
模
化
、
合
理
化
を
図
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
た
め
、
村
内
で
は
し

だ
い
に
衰
退
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。

昭
和
五
一
年
か
ら
始
ま
っ
た
第
二
次
構
造
改
善
事
業
は
、
こ
の
よ
う
な
情
勢
の

上
に
立
っ
て
一
層
そ
れ
を
推
進
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
業
の
自
立
経
営

伺ﾘ
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南箕輪における家畜の飼育戸数・飼育頭羽数表7-40

＼ 種類

武
馬 役 肉 牛 乳　　牛 豚 緬　　 羊 山　　 羊 鶏 兎

戸数 頭数 戸整 頭数 戸数 頭数 戸数 頭数 戸数 頭数 戸数 頭数 戸数 羽数 戸数 羽数

昭1

3

8

13

18

22

25

27

29

31

33

35

38

40

42

44

47

49

50

54

55

58

291

302

310

266

205

187

171

156

28

19

5

5

265

234

227

295

307

316

266

207

187

173

157

28

19

5

6

1

139

125

195

253

279

284

23(〕

240

239

232

191

19(〕

14(〕

120

120

60

60

60

1

5

8

146

125

201

253

287

284

235

249

278

276

253

337

430

390

420

560

630

620

1

16

9

20

51

112

167

204

217

254

238

198

170

170

150

200

100

90

80

1

20

1.1

23

56

131

176

260

305

520

587

563

669

1,150

1,120

1,330

1,610

1,560

1,600

48

6

89

149

72

361

127

223

192

113

75

80

40

30

10

10

10

66

60

88

67

6

113

199

116

391

224

371

395

192

193

149

200

210

260

150

150

60

30

12

72

104

209

237

176

160

30

19

37

21

100

145

290

284

224

181

31

22

150

161

20

243

304

289

262

197

290

264

224

180

3

4

29

165

168

40

252

313

294

279

221

297

280

231

190

150

395

286

280

278

530

431

735

717

701

717

650

727

593

450

271

370

320

180

50

30

30

2,130

1,334

2,608

2,443

1,476

1,408

2,415

5,080

5,975

5,296

5,688

9,229

9,946

6,243

3,748

5,900

4,870

4,700

500

200

500

499

820

452

221

155

152

124

119

158

91

70

443

434

737

2,047

910

386

322

350

241

306

568

479

250

200

表7-41　 南箕輪における家畜飼

育 の多 頭化

∧
１戸 当たり飼育頭数

乳　牛 肉　牛

昭和

35

38

42

47

50

54

58

1.4

2.1

2.8

6.8

7.5

16.1

20.0

1.0

1.2

1.3

3.1

3.5

9.3

10.3

図7-53　 酪農 経営の多頭化と近代化（昭和40年代末～50年代）

の進んだ牛舎

育
成
計
画

の
中
に
次

の
よ
う
に
述

べ
て

い
る
。

酪
農
生
産
団
地
造
成
に
よ
り
酪
農
専
業
経
営
志
向
農
家
が
参
加
し
、
所
得
目
標

三
六
〇
万
円
以
上
の
規
模
拡
大
と
経
営
合
理
化
を
図
る
た
め
飼
料
生
産
、
飼
料

購
入
、
生
産
物
出
荷
、
糞
尿
処
理
等
一
体
的
に
す
す
め
、
或
い
は
飼
料
畑
の
確

保
と
水
田
の
飼
料
畑
化
に
よ
り
飼
料
栽
培
の
機
械
化
一
貫
作
業
の
協
業
化
を
す

ﾘ如
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ナ
め
、
粗
飼
料
自
給
率
を
高
め
、
大
規
模
酪
農
専
業
農
家
を
育
成
す
る

（
役
場
文
書
）

こ
の
よ
う
な
目
標
実
現
の
た
め
、

大
型
牛
舎
（
占

堆
肥
舎
、

ト
ラ

ク
タ
ー
糞

尿
処
理
付

属
機
、
農
機
具
格
納
庫
等
の
諸

施
設

を
行

な
っ
て
お
り
、

ほ
か
に
多
頭

化

の
た
め
に
乳

牛
の
導

入
を
行

な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
明

ら
か
に
、
酪
農

の
多

頭
化

と
専
業
化

を
目
標

と
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
間

の
個

々
の
酪
農
家

の
真
剣
な
努
力
と
多
額

の
投
資
が
行

な
わ

れ
て
い
る
わ
け
で

あ
る
が
、
畜
産
は

か
つ
で
の
副
業
的
畜
産
か
ら
、
専
業
的
経
営

へ
脱
皮
し

た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

岡
　

園
芸
の
発
展

１
　

戦
後
の
果
樹
園
芸
の
発
展

太
平
洋
戦
争

が
終
結
し
、
戦

後
の
混
乱

が
や
や
収

ま
る
と
園
芸
農
業

は
再

び
活

気

を
取
り
も

ど
し

て
来

た
。
早
く
も
昭
和
二
二
年
に
は
北
信
地
方
の
果
樹
栽
培
家

の
要
望
を
ふ
ま
え
て
、
県
農
業
試
験
場
須
坂
園
芸
分
場
が
設
置
（
三
四
年
に
は
県
園

芸
試
験
場
に
昇
格
）
さ
れ
、
二
三
年
に
は
農
林
省
は
野
菜
増

産
の
た
め
産
地

を
指
定

し
、
指
定
さ
れ
た
産
地
に
は
肥

料
を
増
配

す
る
措
置

を
と
る
な
ど
、
し

だ
い
に
園

芸
農
業

は
そ
の
地
歩
を
固

め
、
昭
和
二
四
年
に

は
作
付
統
制
令
が
撤
廃

さ
れ
て
果

樹

の
新

植
や
、
園
芸
作
物

の
選
択

が
自
由
と
な
り
食
生
活

の
変
化
に

つ
れ
て
園
芸

農
業

は
畜

産
業
と
共
に
、
長
野
県
農
業

の
花
形

部
門
と
し
て
成
長
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。

本
村
に

お
い
て
も
二
十
世
紀
梨

の
栽
培
は
、
昭
和
三
〇
年
代

に
急

速

に

増

加

し
、
三
五
年
に
は
三
五
臨
に
達
し
た
。
し
か
し
、
本
村

は
依
然
と
し
て
稲
作
中

心

で
、
他
町
村
に
比
べ
る
と
少
な

い
方
で
あ
っ
た
（
表
7
1
4
2）
。
ま
た
、
村
内

の
芋
果

お
よ
び
梨

の
作
付
反
別

と
出
荷

量
の
消
長

は
図
７
－
5
4
の
よ
う
で

あ
る
。

こ
の
間

園
芸
農
業

は
技
術
面
に

お
い
て
も
著
し

い
進
歩

を
遂
げ

て
い
る
。
果
樹

園

芸
に

つ
い
て
み

る
と

そ
の
整
枝
剪
定
に

お
い
て
は
大
き
な
進
歩
が
あ
る
。
梨
は

表7-42　 上伊那市町村別果樹園面積表

＼〒 犬
市四卜

リ　　 ん　　ご 日　本　な　し

昭　30 40 昭30 40

辰　野　町

箕　綸　町

飯　島　町

高　遠　町

南　箕　綸

宮　　　 田

中　　　 川

長　　　 谷

郡　　　 計

。46.8

58.5

20.3

11,7

6.4

11.5

27.0

3.3

185,5

53.0

64.0

25.0

16.0

11.0

15.0

32.0

3.0

219.0

10.6

35.0

23.6

3.1

9.0

5.0

22.0

1.2

109.5

10.0

65.0

65.0

1.0

17.0

7.0

47.0

1.0

213,0

伊　那　市

駒 ヶ 根 市

合　　　 計

収穫量（ｔ）

41.4

25.0

251,9

2,338

45.0

31.0

295.0

4,560

50.9

16.6

177.0

2,229

63.0

24.0

300.0

8,970

従
来
、
折
衷
式
棚
仕
立
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
桃
沢
匡
勝
に
よ
っ
て
自
然
の
樹
勢

を
損
な
わ
な
い
方
法
と
し
て
栽
植
密
度
を
反
当
一
〇
本
ぐ
ら
い
と
し
、
地
上
四
○

～
五
〇
ｍ
か
ら
四
本
の
主
枝
を
伸
ば
し
て
棚
に
着
け
る
盃
収
式
棚
仕
立
が
考
案
確

立
さ
れ
、
芋
果
に
お
い
て
も
栽
植
密
度
を
反
当
一
〇
本
く
ら
い
と
し
、
変
則
主
幹

形
の
主
枝
及
び
亜
主
枝
を
真
直
に
伸
ば
す
革
新
的
技
法
を
採
用
す
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

農
薬
の
進
歩
も
著
し
く
、
従
来
の
ボ
ル
ド
ー
液
・
枇
酸
鉛
中
心
の
農
薬
か
ら
有

機
合
成
殺
菌
剤
・
抗
生
物
質
・
Ｄ
Ｄ
Ｔ
や
Ｂ
Ｈ
Ｃ
等
の
有
機
塩
素
剤
・
有
機
Ｐ
剤

等
の
殺
菌
殺
虫
効
果
の
勝
れ
た
薬
剤
の
出
現
の
ほ
か
、
散
布
機
具
の
進
歩
、
共
同

防
除
等
に
よ
っ
て
す
ぐ
れ
た
成
果
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。
土
壌
管
理
に
つ
い
て

も
従
来
の
精
耕
法
か
ら
、
深
耕
に
よ
る
有
機
物
の
施
用
の
ほ
か
、
省
力
法
と
し
て

㈲7
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二十世紀梨作付反別

一一一一一一一･ 二十世紀梨出 荷量G 箱15k9 ）

りんご作付 反別ﾌ ，

ｊ

／

／

／

／

！

Ｘ゙
ｌ
ｌ

Ｌ
ｙ

－

心

。
－

。
－

叫
―

箱口量

ヽ

荷
出んＩ１

一

二

一

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

～

50,000

Ｉ

Ｉ

Ｉ
―

！

！

／40,000　40

たり心
出荷量･．　 梨出荷箱数

30,000　3

20.000

反 別

ha

000

箱

10

五
八

五
六

五
四

五
二

五
〇

四
八

四

六

四
四

四
二

四
〇

三
八

三
六

三
四

三
二

三
〇

二
八

二
六

二
四

二
二

昭
二
〇

年度

の
草
生
栽
培
や
敷
草
栽
培
法
等
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

集
出
荷
面
で
は
二
五
年
こ
ろ
か
ら
共
同
選
果
が
行
な
わ
れ
、
三
二
年
こ
ろ
か
ら

は
大
型
共
同
選
果
場
が
建
設
さ
れ
始
め
、
外
形
型
選
果
機
も
考
案
さ
れ
、
選
果
荷

造
出
荷
作
業
の
合
理
化
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

２
　
戦
後
の
野
菜
園
芸
の
発
展

野
菜
園
芸
は
全
国
的
に
み
る
と
急
速
な
進
歩
を
遂
げ
た
。
ま
ず
ピ
ー
マ
ン
、
レ

タ
ス
、
セ
ロ
リ
ー
、
カ
リ
フ
ラ
ワ
ー
、
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
等
の
洋

図7-54　 南箕輪における二 十世 紀梨 ・りんごの消長

(昭和36年以前村勢一覧38年以後農 協資料に よる)

図7-55　 共同選果場（集出荷場）内部選果風景

菜
類
が
導
入
さ
れ
て
、
野
菜
の

種
類
は
極
め
て
豊
富
に
な
り
、

ま
た
、
品
種
改
良
も
進
み
優
良

な
品
種
が
生
ま
れ
、
と
く
に
強

健
で
豊
産
な
一
代
雑
種
も
使
用

さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
さ
ら

に
、
昭
和
三
〇
年
代
に
は
ビ
ニ

ー
ル
が
育
苗
や
本
圃
に
お
け
る

促
成
栽
培
、
抑
制
栽
培
等
多
方

面
に
活
用
さ
れ
、
続
い
て
マ
ル

チ
農
法
も
普
及
し
て
、
生
産
力

を
飛
躍
的
に
高
め
る
結
果
と
な

り
、
県
内
に
お
い
て
も
高
原
野

菜
と
し
て
白
菜
、
キ
ャ
ベ
ツ
、

セ

ロ
リ
ー
、
ア
ス
パ
ラ

ガ
ス
、

短
根

人
参
な
ど
の
ほ
か
、
交
通
網

の
発
達
と

共
に
各
地
に
野
菜
の
産
地
が
生
ま
れ
て

い
る
。

本
村
に
お

い
七

は
戦
後
も
し
ば
ら
く
の
間

は
自
家
用

栽
培
が
主
体

で
あ
っ

て
、

わ
ず

か
に
ト

マ
ト
、
山
牛
苓
な
ど
が
販
売
用

と
し
て
経
営
の
中

に
取

り

入

れ
ら
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な

い
。

当
地
方
に
お
い
て
疏
菜

の
生
産
販
売
で
飛
躍

の
き

っ
か
け
と
な

っ
た
の
は
、
昭

和
二
七
年
に
愛
知
ト
マ
ト
株
式
会
社
（
現
在
の
カ
ゴ
メ
ト
マ
ト
）
が

小
黒
川
下

流
地

籍
に
ト

マ
ト
加
工
工

場
を
建
設
し
た
こ
と
で
あ
る
。

加
工
用

ト

マ
ト
は
鮮
紅
色
に
熟
す
る
こ
と
が
大
切

で
あ
る
が
、
当
地
方

は
気
象

条
件
が
ト

マ
ト
栽
培
に
適
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
着

目
し
、
当

地
方
の
園
芸
農
家

に
働

き
か
け
加
工
用
を
主
と
し

た
ト

マ
ト
の
大
産
地
計
画

を
立
て
た
の
で
あ
る
。

本
村

で
も
清
水
博
之
助
・
清
水
一
清
・
堀
清
純
が
ト

マ
ト
栽
培
組
合
の
結
成
を
準

肘2
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備
し
、
栽
培
者
を
募
集
し
カ
ゴ
メ
ト
マ
ト
会
社
と
の
契
約
を
結
び
、
昭
和
二
八
年

に
は
上
伊
那
ト
マ
ト
組
合
が
結
成
さ
れ
、
本
村
は
南
箕
輪
支
部
と
し
て
、
こ
の
年

丁

五
臨
の
ト
マ
ト
栽
培
が
始
ま
っ
た
。
こ
の
年
は
不
幸
に
し
て
六
月
下
旬
よ
り

八
月
中
旬
に
至
る
記
録
的
な
長
雨
の
た
め
他
の
作
物
と
共
に
ト
マ
ト
も
壊
滅
的
な

打
撃
を
受
け
た
が
、
栽
培
農
家
の
新
し
い
農
業
を
起
こ
そ
う
と
す
る
熱
意
は
さ
め

ず
、
契
約
栽
培
と
い
う
安
定
性
も
あ
っ
て
二
九
年
に
は
三
ｈ
、
三
〇
年
に
は
Ｉ
〇

ｈ
と
急
速
に
栽
培
面
積
は
増
加
し
て
県
下
有
数
の
産
地
に
な
っ
た
。

栽
培
面
積
の
増
加
の
伴
っ
て
、
加
工
用
以
外
に
青
果
ト
マ
ト
を
栽
培
し
、
大
都

市
に
向
け
て
出
荷
販
売
す
る
輸
送
園
芸
が
当
地
方
に
も
始
ま
り
、
若
い
園
芸
農
家

た
ち
の
熱
意
は
燃
え
、
夜
の
一
二
時
こ
ろ
ま
で
農
協
の
屋
根
下
を
借
り
て
選
果
荷

造
り
の
共
同
作
業
が
行
な
わ
れ
、
ま
た
、
米
進
駐
軍
の
土
壌
検
査
に
合
格
し
、
そ

の
指
定
産
地
と
し
て
本
村
か
ら
特
需
ト
マ
ト
を
供
給
し
た
の
も
こ
の
こ
ろ
の
こ
と

で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
、
ト
マ
ト
は
そ
の
後
も
村
の
野
菜
園
芸
の
柱
と
し
て
発
展
を
続
け
フ

南
箕
輪
ト
マ
ト
組
合
は
昭
和
三
六
年
に
発
展
的
に
解
消
す
る
ま
で
そ
の
推
進
力
と

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

農
業
用
の
ビ
ニ
ー
ル
の
使
用
は
、
本
村
に
お
い
て
は
南
殿
の
清
水
一
清
か
昭
和

ご二

年
ビ
ニ
ー
ル
（

ウ
ス
と
し
て
初
め
て
本
格
的
に
利
用
し
、
ト
マ
ト
、
胡
瓜
な

ど
の
栽
培
を
行
な
っ
た
。
そ
の
後
ビ
ニ
ー
ル
利
用
の
園
芸
は
急
速
に
発
展
し
、
施

設
園
芸
用
（

ウ
ス
の
構
造
も
改
良
さ
れ
大
型
化
し
、
ガ
ラ
ス
温
室
も
作
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

昭
和
三
五
年
ご
ろ
に
は
南
殿
に
疏
菜
生
産
組
合
が
結
成
さ
れ
て
、
伊
那
に
お
け

る
唯
一
の
青
果
物
市
場
で
あ
っ
た
丸
伊
青
果
市
場
と
契
約
し
て
出
荷
す
る
な
ど
近

郊
園
芸
農
業
も
始
ま
り
、
四
〇
年
代
に
入
る
と
、
農
業
協
同
組
合
も
野
菜
園
芸
の

振
興
に
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

青
果
物
0
1生
産
が
増
加
す
る
に
つ
れ
、
選
別
、
荷
送
り
等
も
共
同
作
業
に
よ
る

能
率
化
と
規
格
化
が
強
く
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
園
芸
関
係
長
家
か
ら
の
共

同
集
出
荷
場
建
設
の
要
望
が
高
ま
っ
て
来
た
。
そ
こ
で
、
昭
和
四
五
年
南
箕
輪
農

協
が
事
業
主
体
と
な
り
、
野
菜
指
定
産
地
振
興
事
業
と
し
て
南
殿
宮
ノ
上
に
野
菜

の
集
出
荷
場
が
建
設
さ
れ
、
同
時
に
大
型
（

ウ
ス
に
よ
る
共
同
育
苗
楊
も
設
け
ら

れ
た
。

野
菜
園
芸
の
拠
点
で
あ
る
集
出
荷
場
の
完
成
は
村
の
野
菜
園
芸
の
発
展
に
大
き

な
役
割
を
果
た
し
、
ト
マ
ト
、
長
芋
な
ど
を
中
心
に
生
産
出
荷
が
盛
ん
に

な
っ

た
。３

　
選
択
的
拡
大
、
米
の
作
付
制
限
と
園
芸
農
業

園
芸
作
物
は
選
択
的
拡
大
部
門
で
あ
る
が
、
産
地
開
の
競
合
、
輸
入
果
物
の
圧

力
、
価
格
変
動
等
多
く
の
問
題
を
持
っ
て
い
る
。

二
十
世
紀
梨
け
比
較
的
収
益
性
が
低
く
栽
培
面
で
の
省
力
化
が
困
難
で
あ
る
こ

と
か
ら
栽
培
面
積
は
漸
減
傾
向
で
あ
り
、
本
村
に
お
い
て
は
三
六
年
以
後
急
速
に

減
少
し
、
現
在
で
は
ご
く
一
部
に
残
っ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、

昭
和
四
八
年
か
ら
、
り
ん
ご
が
急
速
に
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
梨
と
交
代
す

る
形
を
示
し
て
い
る
。（
図
７
－
5
4）

り
ん
ご
に
つ
い
て
は
、
輸
入
果
物
の
圧
力
も
あ
り
、
既
に
生
産
は
停
滞
気
味
で

あ
る
が
、
新
品
種
へ
の
転
換
、
新
産
地
の
形
成
、
順
化
栽
培
に
よ
る
労
働
生
産
性

の
向
上
に
、
そ
の
改
善
目
標
を
お
い
て
停
滞
性
の
打
破
に
努
め
て
い
る
。

本
村
の
り
ん
ご
栽
培
も
こ
の
目
標
に
従
っ
て
昭
和
四
八
年
畑
作
総
合
改
善
パ
イ

ロ
ッ
ト
地
区
設
置
事
業
と
し
て
、
西
部
畑
作
地
帯
に

Ｉ
〇
ｈ
の
倭
化
り
ん
ご
団
地

が
造
成
さ
れ
、
つ
が
る
・
ふ
じ
の
二
品
種
を
中
心
と
し
て
五
〇
年
度
か
ら
出
荷
が

始
め
ら
れ
、
さ
ら
に
五
○
年
度
に
は
果
樹
新
産
地
開
発
促
進
事
業
と
し
て
果
樹
園

面
積
の
増
大
と
大
型
防
除
機
の
購
入
に
よ
る
経
営
の
近
代
化
合
理
化

が
進
め
ら

れ
、
五
八
年
現
在
二
〇
ｈ
を
超
え
、
出
荷
量
は
四
万
箱
を
超
え
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
伊
那
農
協
管
内
の
西
箕
輪
地
区
等
の
り
ん
ご
団
地
と
合
わ
せ
て
、
流
通
市

夕月
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場
で
の
評
価
土

局
め
得
る
団

地
を
形

成
す
る
よ
う

努
力
中
で
あ
り
、
五
九
年
に
は
大
型
の
り
ん
ご
専

用
選
果
場
も
建
設
さ
れ
た
。

四
〇
年
半
ば

か
ら
始
ま

っ
た
米
の

作

付

け

制

限
・
水
田
利
用
再
編
成
事
業
は
、
真
剣
に
将
来
の

農
業

の
あ
り

か
た
を
考
え
さ
せ
る
よ
う
に
な
り
、

野
菜
類
も
重
要
な
転
作
作
物
と
し
て
次

々
と
新
旧

の
野
菜
が
登
場
し
て
く
る
よ
う
に
な

っ
た
。
昭
和

四
六
年
上
伊
那
中
部
八
農
協
が
合
併
し
伊
那
農
業

協
同
組
合
と
な
り
、
野
菜
園
芸

の
各
部
会
も
こ
れ

に

つ
れ
て
広
域
的
な

つ
な
が
り
を
持

つ
よ
う
に
な

り
で

生
産
販
売

の
面
で
有
利
に
な

っ
た
が
、
こ

の

こ
今
か
ら
交
通
機
関
、
特
に
高
速
自
動
車
道

の
発

達
に

よ
る
貨
物
輸
送

の
発
展
に

よ
り
農
産
物
、
特

に

青
果

物
の
市
場
状
況
に
大

き
な
影
響

を
与
え
、

従

来
伊

那
の
野
菜
類

は
東

京
市
場

が
重
点
で

あ
っ

た
も
の
が
東
北

地
方
の
進
出
に

よ
っ
て
、
中
京
や

関
西
市

揚
に
重
点
が
移
る
よ
う
に

な
っ
た
。
ま
た
、

全
国

的
な
転
作
の
た
め
需
給
の
変
動

が
著

し
く
安

定
生
産
が
困
難
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
。

本
村
に
お

い
て
は
、
昭
和
四
七
～
八
年
こ
ろ
か
ら
ス
イ
ー
ト
コ
ー
ン
、

ア
ス
パ

ラ

ガ
ス
が
作
ら
れ
始
め
、
一
部
に

レ
タ
ス
、
ピ
ー
マ
ン
、

カ
リ
フ
ラ

ワ
ー
、

ブ

ロ

ッ
コ
リ

ー
等

の
洋
菜
類
が
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
が
、
村
内
に
お
け
る

販

売
野
菜

の
種
類
と
栽
培
面
積

の
消
長
は
図
7
1
5
6
の
よ
う
で
あ
る
。

四
〇
年
代
半
ば
ま
で
は
加
エ
ト

マ
ト
と
山
牛
苓
が
作
ら
れ
、
そ
れ
に
長
芋
が
途

中

か
ら
入

り
、
四
七
～
八
年
こ

ろ
か
ら
は
ト

マ
ト

の
ほ

か
に

ス
イ
ー
ト
コ
ー
ン
、

図7-56　 南箕輪における野菜（販売）の作付面積の消長（ 伊那農 協南箕輪事業所資料 より作成）

9封

ア
ス
パ
ラ

ガ
ス
、

カ
リ
フ
ラ
ワ

ー
、
イ
ン
グ
ン
等
が
中
心
と
な
っ
て
大

き
く
種
類

が
変
化
し
、
現
在

は
ト

マ
ト
、

ス
イ

ー
ト
コ
ー
ン
、
ア

ス
パ
ラ
ガ
ス
が
中

心
に
な

っ
て
い
る
。

野
菜
類

は
作
付
面
積

の
増
減
が
容
易
で
あ
り
、
ま
た
年
度
に
よ
る
豊
凶
の
差
が

大

き
い
の
で
需
給

の
バ
ラ

ン
ス
が
崩

れ
易
く
、
経
営
者
に
と

っ
て
は
不

安
定
な
面

が
多

い
、

こ
の
点

す
で
に
昭
和
四
一
年
に
野
菜
生
産
出
荷
安
定
法
が
制
定
さ
れ
、
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四
六
年
に
は
野
菜
生
産
出
荷
安
定
資
金
事
業
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
当
地
と

し
て
も
農
協
の
施
設
と
し
て
野
菜
予
冷
庫
を
建
設
し
輸
送
販
売
の
合
理
化
に

努
め
て
い
る
が
、
村
内
に
お
け
る
野
菜
生
産
は
漸
く
そ
の
緒
に
つ
い
た
ば
か

り
で
あ
っ
て
、
ま
だ
産
地
形
成
が
行
な
わ
れ
た
と
い
う
段
階
に
達
し
た
と
は

言
い
難
く
、
常
に
新
し
い
感
覚
と
今
後
の
だ
ゆ
み
な
い
努
力
に
よ
っ
て
、
産

地
と
し
て
そ
の
地
歩
を
確
立
し
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

４
　
花
井
園
芸
の
発
展

本
村
に
お
け
る
花
弁
園
芸
の
歴
史
は
浅
い
が
、
野
菜
の
（

ウ
ス
栽
培
の
経

験
を
生
か
し
、
数
戸
の
園
芸
農
家
が
、
ビ
ニ
ー
ル
温
室
に
よ
っ
て
昭
和
四
二

年
こ
ろ
か
ら
、
シ
ク
ラ
メ
ン
・
て
っ
ぽ
う
ゆ
り
、
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
花

弄
栽
培
を
行
な
っ
て
成
果
を
あ
げ
、
村
内
に
お
け
る
花
弄
栽
培
の
先
駆
と
な

り
、
更
に
、
ば
ら
・
し
や
く
や
く
・
ス
ト
ッ
ク
ー
ア
ル
ス
ト
メ
リ
ア
な
ど
が

と
り
入
れ
ら
れ
そ
の
種
類
と
面
積
が
次
第
に
増
加
し
て
い
る
。

次
に
花
弁
園
芸
で
注
目
す
べ
き
は
、
第
二
次
農
業
構
造
改
善
事
業
の
中
で
行
な

わ
れ
た
園
芸
団
地
造
成
事
業
で
あ
る
。
こ
の
事
業
は
五
人
の
志
望
者
に
よ
っ
て
経

営
さ
れ
る
べ
く
ガ
ラ
ス
温
室
コ
（
棟
、
作
業
舎
一
棟
を
建
設
し
、
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ

ン
の
栽
培
が
行
な
わ
れ
て
て
い
る
が
、
そ
の
栽
培
用
床
上
設
置
の
構
造
、
土
壌
消

毒
機
、
省
干
不
ル
ギ
ー
対
策
等
各
人
の
創
意
を
生
か
し
て
、
共
同
の
力
に
よ
っ
て

立
派
な
成
果
を
あ
げ
、
国
内
は
も
ち
ろ
ん
諸
外
国
か
ら
の
研
修
者
が
訪
れ
る
ほ
ど

の
進
ん
だ
経
営
を
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
、
花
弁
の
施
設
園
芸
に
比
し
一
般
の
花
弄
園
芸
は
ま
だ
発
達
が

遅
れ
て
い
る
。
花
弄
園
芸
は
極
め
て
集
約
的
で
、
技
術
的
に
も
資
本
の
面
で
も
高

度
な
も
の
が
要
求
さ
れ
る
精
密
農
業
と
も
い
え
る
も
の
で
、
な
お
一
層
の
研
究
努

力
が
望
ま
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　・

七
　

米
の
作
付
制
限
と
総
合
農
政
へ
の
対
応

図7-57　 花弁園芸温室（ 清水一清）

図7-58　 花弁園芸団地 のカーネーション

稲
作
技
術

の
進
歩
と
全
国
的

な
開
田

ブ
ー
ム
（
昭
和
二
〇
圭

二
〇
年
代
ご
等

に
よ

る
稲
作
面

積
の
増
大

に
よ
っ
て
米

の
生
産
額

は
著
し

く
増
犬
し

た
。

反
面
食

生
活

の
変
化
に

よ
っ
て
米

の
需
要
量

の
減
少
と
な
り
、
米
は
不

足
か
ら

過
剰

へ
と
転
換
し
、
政
府
保
有
在
庫
米

は
昭
和
四
三
年
こ

ろ
か
ら
急
増
し
た
。
そ

の
た
め
、
政
府

は
同
四
四
年

か
ら
米

の
生
産
制
限
に
踏
み
切
り
、
同

四
五
年
に
は

全
国
で
三
三
万

七
八
〇
〇
ｈ

と

い
う
本
格
的
な
作
付
け
減
反

を
実
施
し
た
。

大
部
分

の
農
民

は
こ

れ
に
反

対

の
姿
勢
を
示

し
た
が
、
農
業
協
同

組
合
を
中

心

と
し

て
、

こ
の
過
剰
傾
向
を
放
置
し
て
お
け
ば
、
や
が
て
食
糧
管

理
制
度

が
崩

壊

す
る
で

あ
る
う
と

い
う
見
通
し

か
ら
、
食
糧
管
理
制
度
を
守
る
た
め
に
減
反

政
策

に
協
力
せ

ざ
る
を
得
な

い
と

い
う
方
針
を
と
る
こ
と
に
な
り
、
農
民

も
こ
れ
に
協

力
せ

ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。

全
国
的
に

は
こ

の
米

の
慢
性
的
過
剰
と

い
う
状
勢
を
見
て
と
っ
て
、

稲
作
に
見

切
り

を
つ
け
園
芸
や
畜
産
等
に
転
向
す
る
農
家
も
あ
り
、
政
府
目
標
を

Ｉ
〇
〇
％

㈲5
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図ｱｰ59　 全国水稲平均反収 り 人当たり米消費量 の変化と

転作目標面 積

以
上
達
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
米
の
過
剰
傾
向
は
い
っ
こ
う
に
緩
和
さ
れ
ず
、

減
反
面
積
は
し
だ
い
に
増
加
し
、
四
七
年
に
は
実
減
反
面
積
は
五
六
万
六
〇
〇
〇

ｈ
に
達
し
か
。

こ
の
段
階
に
お
け
る
政
策
は
米
の
生
産
量
の
減
少
に
よ
る
過
剰
米
の
解
消
が
目

標
で
あ
っ
て
、
減
反
を
し
た
水
田
は
転
作
が
半
分
、
休
耕
が
半
分
と
い
う
状
態
で

そ
の
い
ず
れ
に
も
減
反
奨
励
金
が
交
付
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
米
の
作
付
制
限

は
日
本
農
業
の
重
大
な
転
機
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
か
つ
小
農
経
営
の
破
綻
を
決

定
的
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

本
村
の
よ
う
に
水
稲
耕
作
に
鏝
大
の
努
力
を
傾
注
し
て
き
た
農
民

に
と

っ
て

は
、
長
業
の
将
来
に
大
き
な
不
安
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
戦
後
二
〇
年
余
食
糧

増
産
と
い
う
至
上
命
令
に
よ
り
米
の
増
産
に
励
み
、
広
大
で
優
良
な
水
田
地
帯
を

持
つ
村
と
し
て
、
米
作
に
力
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
農
家
が
豊
か
に
な
り
村
が

栄

え
る
と
信

じ
て
い
た
こ

の
動
揺

は
大
き

か
っ
た
。
と
く
に
米
は
他
の
農
産
物
に

比
べ
収
益
の
あ
が
る
作
目
で
、
農
基
法

の
公
布

さ
れ
た
昭
和
三
六
年
以

降
も
表
7

1
4
3の
よ
う
に
米

価
も
年

々
値
上
げ

さ
れ
、
安
定
し

た
収
益
を
保
証
さ
れ
て

い
た

か
ら
で
あ
る
。

表7-43　 戦後における

米価の上昇

年 度
150 kg当
た り米価

26

28

30

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

7,890円

10,976

10,170

10,138

10,008

10,008

9,998

10,604

11,782

12,875

14,600

15,947

17,552

19,200

20,337

20,337

20,609

21，412

22,381

25,617

33,984

38,980

こ

の
よ
う
な
米
作
に
対
す
る
作
付
制
限
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
が
農
民

の
生
産

意
欲
を
著
し
く
減
退
さ
せ
た
こ
と
は
否

め
な

い
。
そ
の
後
、
稲
の
品

種
は
強
健
多

収

の
品
種

か
ら
味

の
良

い
売

れ
る
品
種
へ
と
転
換
さ
れ
、
ホ
ウ
ネ
ン

早

生

か

ら

「
し
な

の
ひ

か
り
」
「
し
な
の
こ
が
ね
」
「
コ

シ
ヒ
カ
リ
」
等
の
品
種
が
栽
培
さ
れ

る
よ
う
に
な

っ
て
き

た
が
、
稲
作
に
対
す
る

が
っ
て

の
熱
意
は
戻

っ
て

い
な

い
。

昭
和
五
三
年
よ
り
米

の
生
産
制
限
は
、
水
田
利
用

再
編
対
策
事
業
と
な
り
、
減

反

を
し

た
水
田

は
他

の
作
物
を
作
付
け
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
、
単
な
る
休
耕
田

に

は
奨
励

金
が
出

な
い
こ
と
に
な

っ
た
。
そ

の
転
作
は
一
時
し

の
ぎ
で
な
く
、
そ

表7-44　南箕輪における転作面積

言卜 割当面積 実施面積

昭和
45

妬

54

55

56

57

41.0k

87.7

67.05

96.0

135.8

135.8

46.06h

82.93

81.10

102.0

135.89

142,14

れ
ぞ
れ
の
地
域
に
適
し
た
作
目
を
選
定
し
、

需
要
に
応
じ
た
主
産
地
あ
る

い
は
特
産
地
と

し
て
育
成
し
、
将
来
に

わ
た

っ
て
米
の
生
産

量

を
抑
制
し

よ
う
と

い
う
も
の
で
あ

っ
た
。

し

か
し
、
そ

の
転
作
目
標
面
積
は
次
第
に

増
加
し

て
お
り
、
南
箕
輪
村

の
転
作
面
積
は

表
7
1
4
4
の
よ

う
に
な

っ
て

い
て
、
昭
和
五

六
年
度
以
降

は
農
家
保
有
米
面
積

を
除

い
た

ﾘ 妬
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残
り

の
水
田
面
積

の
約
三
分

の
一

の
面
積
を
転
作
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
で

あ
り
、
そ

の
転
作

の
作
目
に

つ
い
て
は
農
協
等
に
よ
り
研
究
指
導
が
行
な
わ
れ
て

い
る
が
、
農
家

の
中
に
は
奨
励
金
対
策
と
し
て

の
傾
向
も
強
く
定
着
傾
向
は
少
な

い
。
そ

の
点
に

つ
い
て
昭
和
五
三
年
一
一
月
農
業
委
員
会
が
水
田
利
用
再
編
成
対

策
に

つ
い
て
村
内
農
家
に
対
し
て

ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
を
し
た
集
計
結
果

の
一
部
を

掲
げ

て
み

よ
う
。

水
ｍ

再
編
成
対
策
事
業
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
（
一
部
）

一
、
転
作
に
対
す
る
態
度

っ
自
主
的
に
や
っ
た
　
　
　
　
二
三
三
人
（
三
五
％
）

つ
仕
方
な
く
や
っ
た
　
　
　
　
三
一
五
人
（
四
八
％
）

・
他
人
に
頼
ん
だ
　
　
　
　
　
　
七
七
人
（
コ

ー％
）

・
無
　
回
　
答
　
　
　
　
　
　
　

三
一
人
（
　
五
％
）

二
、
転
作
を
し
て
一
番
困
っ
た
こ
と

Ｉ
収
　
入
　
減
　
　
　
　
　
　
二
二
七
人
（
二
八
％
）

・
稲
作
よ
り
労
力
が
か
か
っ
た
二

二
一
人
（
二
六
％
）

゜
転
作
作
目
の
選
択
　
　
　
　
一
一
九
人
（
一
四
％
）

ひ
別
に
困
ら
な
か
っ
た
　
　
　
一
〇
六
人

二

三
％
）

゜
無
　
回
　
答
　
　
　
　
　
　
　

九
六
人
（
コ

ー％
）

三
、
休
耕
田
へ
も
奨
励
金
を
出
す
べ
き
と
思
う
か

゜
思
　
　
　
う
　
　
　
　
　
　
四
四
七
人
（
六
八
％
）

・
思

わ

な

い
　
　
　
　
　
　
一
〇
八
人
（
コ
ニ
％
）

゜
無
　
回
　
答
　
　
　
　
　
　
　

三
四
人
（
一
五
％
）

（
南
箕
輪
村
報
よ
り
）

こ
の
結
果

を
見

る
と
転
作
の
定
着

が
進
ま
な
い
の
は
、
転
作
政
策
も
世
界

の
食

糧
事
情
や
冷

害
の
発

生
等
を
考
え
数
年
に

し
て
解

消
さ
れ
る
の
で

は
な
い
か
と

い

う
期

待
を
持
つ
心
理
が
あ
る
こ
と
、
稲
作

よ
り
も
有
利
安

全
な
作
目

が
容
易
に
見

当

ら
な
い
こ
と
、
兼
業
農
家

の
増
加
に

よ
り
転
作
に
真
剣
に

と
り
組

む
意
気
込
み

に

欠

け

る

こ

と

が
原

因

に

な

っ
て

い
る

よ

う
に

感

ぜ

ら

れ

る

。

そ

の
場

し

の
ぎ

の

転

作

か

ら

、

将

来

の

農

業

や
村

の

あ

る

べ

き
姿

を
目

指

し

て

の
転

作

定

着

へ

の
努

力

が

村

の
農

政

や

農

家

に

課

さ

れ

た
大

き

な
課

題

と

な

っ

て

い

る

。

米

の

生

産

調

整

の

始

ま

っ
た
昭

和

四

四
年

九
月

、

政

府

は

「
総

合

農

政

の
推

進

に

つ

い
て

」

と

題

す

る

基
本

方

針

を
示

し
、

そ

の
農

政

の
基

本

方

向

と

し

て
、

次

の
六

項

目

の
柱

を

示

し

た

。

１
、
規
模
が
大
き
く
生
産
性
の
高
い
近
代

的
農
業

の
育
成

を
図

る
。

２
、
米
の
生
産
調
整
を
図
り
、
需
要

に
見
合
っ
た
農
業

生
産
を
推

進
す
る
。

３
、
農
産
物

の
価
格
の
安
定
を
図

り
、
流
通
の
近
代
化

を
図

る
。

４
、
農
業
で
自
立
し
よ
う
と
す
る
農
家
に
対

し
て
は
農
業
所
得

に
よ
ｎ
へ

そ
れ
以
外

の
農

家
に
つ
い
て
は
農
外
所
得
の
安
定
増
大
に
よ
犬

他

産
業
従

事
者

と
の
均
衡

の
と
れ
た

所
得
生
活
水
準
を
確
保
す
る
こ
と
に
努
め
る
。

５
、
離
農
を
希
望
す
る
も
の
が
円

滑
に
離
農
で
き
る
よ
う
援
助

促
進
す
る
。

６
、
農
村
地
域
の
生
産
基
盤
と
生
活
環
境
を
総
合

的
に

整
備
し
新
し

い
農
村

社

会

の

建

設
を
計
る
。

こ

の
政

策

の

中

で

、

近
代

的

農
業

の
育

成

と

い
う
項

で

は

「
農

業

が

産
業

と

し

て
確
立
で
き
る
よ
う
規
模
が
大

き
く
、

生
産
の
高
い
高
能
率
農
業
経
営

な
い
し
農

作
業
単
位
を
で
き
る
だ
け
高
範
囲

に
育

成
す
る
こ
と
が
重
要
」

と
あ
り
、

は
っ
き

り
規
模
の
大
き

い
自
立
経
営
農
家
の
育

成
を
目
指

し
、

貧
農
切

り
捨

て
政
策

と
非

難
さ
れ
た
性
格
を
持

っ
て

い
る
。
貧
農
に
対
し
て
は
、
農
外
所
得

の
安
定
増
大

と

い
う
兼
業
化
の
方
向
と
、
離

農
を
希
望
す
る
者

が
円
滑
に
離
農
で

き
る
よ
う
援
助

す

る
と

い
う
離
農
の
方
向
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
昭
和
四
五
年
農
地
法

の
一
部

を
改
正
し

て
、
農
地

の
所
有
制
限

の

撤
廃
、
小
作
料
統
制
の
廃
止
、
農
業

生
産
法

人
の
農
地
取
得

の
緩
和

を

打

ち

出

し
、
日
本

の
長
年
の
農
政
の
基
本
方
針
と
し
て
来

た
家
族
的
小
農
経
営
と
自
作
農
　

訂

主
義
は
捨
て
ら
れ
、
ま
た
、
農
協
に
よ
る
農
業
経

営
受
託

の
推
進
を
図

る
等
、
農
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地

の
流
動
化
を
進
め
る
と
共
に
農
業
規
模
拡
大

の
道
を
開

い
た
。
こ
の
考

え
方

は

第
二
次
農
業
構
造
改
善
事
業
計
画

に
も
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
昭
和
五
二
単

か

ら
始
ま

っ
た
本
村
の
第
二
次
構
造
改
善
事
業

計
画

書
に
、
自

立
経
営
農
家

の
経
営

類
型
と
目
標
規
模
を
示

し
、
協
業
な
ど
集
団

的
生
産
組
織
及

び
広
域

営
農
集
団

の

育
成
を
併
記
し
て
、
大
規
模
自
立
経
営
農
家
の
育
成

を
目
指

し
て
い
る
。

農
外
所
得
の
安
定
増
大

と
い
点
に
つ
い
て
は
、

農
家

の
兼
業

の
機

会
を
確
保

す

る
と

い
う
ね
ら

い
を
持

っ
た
「

農
村

地
域
工
業
導
入

促
進
法
」

を
昭
和
四

六
年
に

成
立
さ
せ
て
お
り
、
工
場

の
農
村

地
域

へ
の
進
出

が
進
み
、
農
家

の
兼
業
家

が
進

ん
で

い
る
が
、
都
市

労
働
力

の
不

足
対

策
、
低

い
賃
金

を
求

め
て
の
農
村
地
域

へ

の
工

場
進
出
と

い
う
工
業
側

の
労
働
力
不
足
対

策
の
傾
向

が
強

く
、

ま
た
長
年

の

農
民

の
上

地
に
対
す
る
執
着
心
の
強
さ
か
ら
完
全
な
農
業

か
ら
の
離
脱

は
容
易
に

進
士
な

い
。

農
村

地
域

の
生
産
基

盤
と
生
活
環
境

を
総
合
的
に
整
備

す
る
、

の
項
目
で

は
農

業

振
興
地
域

整
備
計
画
制
度

が
主
要

な
施
策

と
な

っ
て
い
る
が
、
本
村
に

お
け

る

農
業

振
興

地
域

整
備
計
画

で
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「
近
年
に

お
け

る
高
度
経
済
成
長

の
も
と
社
会
経
済
状
勢
は
著
し
く
変
じ
、
特

に
工
業
開
発
及

び
交
通
網

の
整
備

進
展
に
農
地

の
無
秩
序
な
荒
廃
、
土
地
利
用
度

の
低
下
、
農
業
経
営

の
粗
放
化
に

よ
る
生
産
意
欲

の
減
退

の
中
で
、
今
後
と
も
需

要

の
動
向
に
即
応
し

た
農
産
物

の
安
定
的
供
給
及

び
生
産
性

の
高

い
農
業
経
営
の

育
成
実
現

の
た
め
、
『
魅
力
』
あ
る
農
業

地
帯
を
実
現

す
る
た

め

村
で
は
四
六
年

以
降

お
お
む
ね
十
年

を
見
通
し
、
今
後
と
も
農
業

の
振
興
を
図
る
地
域
を
明
ら
か

に
し
、

そ
の
地
域

の
諸

条
件
に
即
応
し

た
土
地

の
農
業
上
の
利
用
計
画
、
土
地
基

盤
整
備
、
農
地
保
有

の
合
理
化
、
農
業
近
代
化
施
設

の
整
備
に

わ
た
る
総
合
的
な

整
備
計
画

を
立
て
…
…
」
と
し
、
農
業
振
興
地
域

を
指
定
し
、
こ

れ
が
昭
和
四
九

年

一
一
月

知
事
の
認
可

を
受
け

た
。

こ

の
よ
う
に
、
昭
和
四
五
年
以
後

の
農
政

お
よ

び
そ
れ
に
対
応
す
る
村
の
動
き

も
み
な
四
四
年
に
示
さ
れ
た
総
合
農
政
の
方
向
に
添
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
政

策
に
添
っ
て
兼
業
農
家
の
増
大
は
顕
著
で
あ
る
が
、
離
農
者
は
昭
和
四
五
年
以
後

一
〇
年
間
に
僅
か
に
五
〇
戸
程
度
で
、
第
二
種
兼
業
農
家
の
大
部
分
は
老
後
の
保

証
手
段
と
し
て
か
、
主
業
に
対
す
る
生
活
の
補
助
手
段
と
し
て
か
、
ま
た
は
財
産

と
し
て
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
に
よ
っ
て
農
地
を
保
有
し
て
お
り
、
農
地
の
流
動

化
は
そ
れ
ほ
ど
進
ん
で
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
一
方
の
自
立
経
営
農
家
の
規
模
拡

大
も
一
部
に
三
町
層
以
上
の
農
家
戸
数
の
増
加
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
数
は
極

く
少
数
で
あ
り
、
そ
れ
が
自
立
経
営
長
家
と
し
て
他
産
業
従
事
者
と
同
等
又
は
以

上
の
経
宮
を
充
分
に
確
立
し
た
と
は
い
い
得
な
い
状
態
と
い
え
る
。
そ
こ
に
、
自

立
経
営
農
家
を
目
指
す
者
が
非
常
に
少
な
く
、
農
業
後
継
者
の
問
題
が
深
刻
な
問

題
と
な
っ
て
い
る
理
由
か
お
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
、
し
か
し
、
兼
業
農
家
を
支

え
る
農
業
従
事
者
の
老
齢
化
は
か
な
り
進
ん
で
お
り
、
当
然
農
地
の
流
動
化
は
大

き
く
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
今
後
十
数
年
の
農
業
の
動
き
は
他
産
業
の
動
き
と

も
関
連
し
、
極
め
て
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

八
　

農
業
協
同
組
合

沁
‥
　南
箕
輪
農
業
協
同
組
合

１
　
農
業
協
同
組
合
の
設
立
と
発
展

昭
和
二
〇
年
八
月
一
五
日
無
条
件
降
服
と
い
う
今
ま
で
の
日
本
人
に
は
考
え
る

こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
悲
惨
な
条
件
で
太
平
洋
戦
争
は
終
結
し
た
。
独
立
の
主
権

を
失
い
、
占
領
軍
の
絶
対
的
権
力
の
も
と
に
国
家
機
構
は
根
本
的
変
革
を
迫
ら
れ

た
。
政
治
も
経
済
も
教
育
も
占
領
軍
の
命
を
受
け
て
変
革
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
態

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
農
村
も
ま
た
民
主
化
を
図
る
主
意
に
よ
っ
て
、
ま
ず
、
農

地
改
革
が
実
施
さ
れ
た
。

二
二
年
一
一
月
、
今
ま
で
の
官
制
的
な
農
業
団
体
で
な
く
、
自
主
自
立
の
も
の

で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
主
旨
に
よ
る
農
業
協
同
組
合
法
が
公
布
さ
れ
た
。
農

ﾘ 超
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民

の
経

済
的
社

会
的

地
位

の
向
上

を
図

る
を
目
的

と
し

て
設

立
す
る
の
で

あ
る
と

い
う
意
義
づ
け
を
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

農
業

会
を
解
散
し
、
協
同
組
合
設

立
の
発
起
人
会

を
設
置
し

て
準
備
を
進

め
、

二
三
年

二
月
設

立
準
備
総
会

を
開

き
、
三
月

九
日
南
箕
輪
農
業
協
同
組
合
設
立
総

会
開
催
、
四
月
設

立
認
可
と

な
り
発
足
し

た
の
で

あ
る
。

八
月
に

は
農
業
協
同
組
合
（
農
協
）
の
六

つ

の

県
連
合
会
（
教
育
指
導
、
信
用
、

販
売
、
購
買
、
農
村
工
業
利
用
、
養
蚕
販
売
）
も
発
足
し
た
。

こ

の
こ

ろ
か
ら
農
協
は
着

々
と
業
務
を
拡
張
充
実
し
活
動
が
活
発
に
な
っ
て

い

っ
た
。

二
四
年
に
は
稚
蚕
共
同
飼
育
が
始
ま
り
、
塩
ノ
井

・
大

泉
・
田

畑
に
飼
育

所
が

順
次
落
成
、
二
五
年
に
は
保
温
折
衷
苗
代

の
普
及
指
導

を
始

め
稲
作

農
家

は
ほ
と

ん
ど
こ
の
方
法
を
と
り
入
れ
た
。
ま
た
こ
の
年

か
ら
輸
送
事
業

も
オ
ー
ト
三
輪
車

に
よ
っ
て
各
組
合
員
へ
物
品

を
届

け
、

ま
た
、
組
合
員

の
農
産
物

の
出
荷
、
結

婚

の
際
や
移
転
の
と
き
の
運
搬
等
の
業
務
も
行

な
っ
た
。

二
五
半

に
は
農
協
婦
人
部

も
結
成
し
、
敗
戦

の
虚
脱
感

か
ら
立
ち
直

る
う
と
す

る
農
民

の
物
心
両
面

か
ら
の
拠

り
所
と
な
り
、
続

い
て
農
協
青
年
部

を

結

成

し

て
、

農
業
協
同
体

お
よ
び
生
産
協
同
体
と
し
て

の
機
能
を
遺
憾

な
く
発
揮
で
き
る

方
向
に
向

か
っ
た
。
昭
和
二
六
年
に
は
県
経
済
連
合
会
が
発
足
し
、
こ
の
年
、
順

次
日
用
品
等

の
統
制
が
撤
廃
さ

れ
て

い
く
の
で
あ
る
が
、
二
五
年
六
月
二
五
日
未

明
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
て
、
我
が
国
に
は
特
需
景
気
が
起
こ
り
、
産
業
経

済
活
動

は
活
発
に

な
り
、
農
協

の
活
動
も
活
発

に
な
っ
た
。

二

七
年
に

は
生
命
共
済
事
業
を
開
始
し
、
事
務
所
を
新
築
し
た
。
こ
の
事
務
所

は
村

の
公
民
館

を
併
設
し
て
、
一
応
二
階
を
公
民

館
と
し
て
使
用

す
る
こ
と
で
建

設
費

の
半
額

を
村

か
ら
支
出
さ
れ
た
が
、
三
一
年
に
は
事
務
所
建

物
を
全
面

的
に

村

か
ら
譲
り
受
け
、
さ
ら
に
金
庫
室
を
造
り
こ
れ
を
機
会
に
購

買
店
舗

を
新

し
く

し
て
購
買
事
業
を
活
発
に
推
進
し
、
さ
ら
に
、

オ
ー
ト
コ
ン
ベ
ア
ー
を
購
入
し
、

共
同
選
果
場
か
造
ら
れ
、
組
合
と
し
て
の
形
態
は
し
だ
い
に
整
え
ら
れ
っ
っ
あ
っ

た
。し

か
し
、
一
方
で
農
家
の
経
営
は
必
ず
し
も
健
全
な
姿
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、

農
家
経
済
の
計
画
性
の
樹
立
を
目
指
し
、
県
信
連
の
指
導
の
も
と
に
昭
和
二
八
年

か
ら
、
一
二
二
・
六
運
動
を
展
開
し
た
。
こ
れ
は
農
業
収
入
の
一
割
を
租
税
公
課

に
、
三
割
を
再
生
産
資
金
に
、
六
割
を
生
活
費
に
当
て
る
と
い
う
、
農
家
経
済
に

計
画
性
を
持
た
せ
、
貯
蓄
を
増
強
す
る
と
共
に
再
生
産
費
を
確
保
す
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
も
の
で
、
農
業
協
同
組
合
活
動
と
し
て
の
積
極
面
を
示
す
も
の
で
あ

っ
た
。

２
　
農
業
近
代
化
適
応
事
業

戦
後
の
食
糧
危
機
を
脱
し
、
日
本
経
済
の
発
展
に
つ
れ
て
、
従
来
の
主
穀
中
心

の
農
業
経
営
に
反
省
が
加
え
ら
れ
、
新
時
代
に
即
応
し
た
農
業
が
求
め
ら
れ
る
に

至
大

長
野
県
は
昭
和
三
一
年
か
ら
新
農
村
建
設
事
業
を
始
め
た
。
当
村
も
西
箕

輪
村
と
共
同
し
て
新
農
村
建
設
事
業
を
昭
和
三
二
年
か
ら
始
め
た
が
、
農
業
協
同

組
合
は
そ
の
多
く
の
事
業
主
体
と
な
り
、
農
業
兪
庫
二
棟
、
家
畜
管
理
所
、
共
同

育
雛
所
、
種
籾
催
芽
所
、
集
乳
所
九
棟
等
を
建
設
し
、
乳
牛
、
肉
牛
、
豚
等
の
導

入
を
す
す
め
、
ま
た
、
果
実
の
集
荷
取
扱
い
も
始
め
、
農
協
は
農
家
の
拠
り
所
と

な
っ
た
。

さ
ら
に
、
三
三
年
に
は
有
線
放
送
電
話
が
設
置
さ
れ
、
組
合
員
の
ぽ
と
ん
ど
が

加
入
し
た
。
組
合
員
相
互
の
連
絡
に
便
を
与
え
た
の
み
な
ら
ず
農
事
放
送
等
情
報

伝
達
に
大
切
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
四
四
年
に
は
自
動
化
さ

れ
、
四
五
年
に
は
公
社
と
の
接
続
も
開
始
し
て
村
民
の
生
活
に
多
大
な
便
益
を
も

た
ら
し
た
。
し
か
し
こ
の
接
続
は
公
社
電
話
の
普
及
に
よ
っ
て
そ
の
使
命
を
終
え

て
五
三
年
に
廃
止
し
、
有
線
は
村
内
加
入
者
相
互
の
通
話
と
放
送
だ
け
の
事
業
に

な
っ
た
。

三
四
年
に
は
久
保
部
落
に
利
用
部
が
で
き
た
。
三
五
年
に
は
Ｉ
〇
～
一
五
種
類

9四
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の
日
用
品

を
箱
詰

に
し
て
全
組
合
員

の
家
庭
に
配
置

し
、
職
員

が
そ
の
詰

め
替
え

に
月
二
回
ず
つ
巡
回

す
る
と
い
う
、
配
置
購
買

を
実
施

し
て
、
消
費
者

の
便
宜

を

図

っ
て
実
績
を
あ
げ
た
。
こ
の
方
法

は
そ
の
後
車

の
発
達
、
冷

凍
食
品

の
出
回

り

に
よ
る
食
品
革
命
、
店
舗
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
化
に

よ
っ
て
中

止
し
た
。
し
か
し
、

三

九
年
に
は
移
動
購
買
車
（
ひ
と
し
お
号
）
を
始

め
四

一
年
に

は
こ
の
さ
ら
に
大
型
車

（
ひ
ま
わ
り
号
）
が
巡
回

し
て
消
費
者

の
便
を
図

り
購

買
事
業

の
実
績
を
挙
げ
て
い

三
四
年
に
は
ガ
ソ
リ
ン

ス
タ
ン
ド
竣
工
、
翌

三
五
年

に
は
北
部
集
荷

所
落

成
、

ア
ト
ラ

ス
会
計
機
導
入
、
三
六
年
に
は

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
空
中

防
除
、
家
庭

用
プ

ロ
パ

ン
ガ

ス
の
取
扱

い
開
始
、
経
理
シ
ス
テ
ム
の
伝
票
化
等
着
々
と
近
代
化

適
応

の
条
件
を
整
え
、
三
九
年
に
は
生
活
セ
ン
タ
ー
落
成
、
園
芸
事
業
全
村
一
体

共
販
体
制

の
た
め
⑩
選
果
場
を
園
協
よ
り
譲
り
受
け
た
。

四
〇
年
に
は
村
と
指
定
金
融
機
関
契
約
、
四
一
年
に
は
各
種

施

設

（
農
機
具
サ

ー
ビ
ス
セ
レ
ク
ト

ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
、
理
容
所
、
漬
物
工
場
、
購
買
事
務
所
）
落
成

、

九
月
に

は
農
繁
期
共
同
給
食
を
行

な
い
、
こ

の
年
米
集
荷
量
四
万
俵
突
破

の
記
録

を
作

っ
た
。
四
三
年
に
は
ま
す
池
事
業
開
始
、
四
四
年
に
は
生
活

セ
ン
タ
ー
、
資

材
倉
庫

の
増
改
築
を
行

な
い
四
五
年
に
は
会
計
機
導
入
に
よ
り
貯
金
事
務
が
機
械

化

さ
れ
る
な

ど
、
時
代

の
進
運
に
伴
う
各
種
業
務
、
施
設
設
備

の
改
革
を
断
行
し

つ
つ
農
協
活
動

は
年
を
逐
う

て
充
実
し
活
発
に
行

わ
れ
て
き

た
。

こ
の
間
、
農
業
生
産
発
展

の
た
め
、
稲
作
・
園
芸
作
物
・
家
畜
飼
育
・
養
蚕
・

病
虫
害
防
除
等

の
新
し

い
技
術

の
指
導
普
及
に
努

め
、
ま

た
、
米
価
要
求
や
農
民

の
た
め
の
農
業
政
策

の
策
定
等
、
全
国
的
組
織

の
中
で
活
発
な
農
政
活
動
を
展
開

し
て
き
た
の
で

あ
り
、
昭
和
三
六
年

の
農
業
基
本
法
が
公
布
さ

れ
て

か
ら
、
そ

の

基
本
法
に
対
応

す
る
諸
事
業

を
進
め
て
き

た
。

し
か
し
、
南
箕
輪

は
開
拓
地

を
除
き
依
然
と
し
て
稲
作
中
心

の
農

業

で

あ

っ

て
、

農
協
活
動
に

お

い
て
も
来

の
集
荷
販
売
と
、
多

く
の
農
業
倉
庫

を
も

っ
て
い

て
そ
の
利
用
に

よ
る
収

益
は
大

き
な
比
重

を
占

め
て

い
た
。
と
こ

ろ
が
、
昭
和
四

〇

年
代

な
か
ば
こ
ろ
か
ら
米

の
過
剰
傾
向

が
顕
著
に
な
り
、
稲
作

の
減
反
政
策
が

と
ら
れ
る
に
至
り
、

農
家
の
経

営
の
あ
り
か
た
は
も
と
よ
り
農
協
経
営

の
有
り
方

に
も
、
新
事
態

に
対
応
す
る
変
革

が
迫

ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
、

昭

和
四
〇

年
代
以

降
日
本

経
済
、

と
く
に
商
工
業

の
急
速

な
発
展
、
地
方
分
散
に

伴

っ
て
、
兼

業
農
家
（
と
く
に
第
二
種
兼
業
農
家
）
が
増
加
し
、

三
〇
年
代
前
半
こ

ろ
ま
で
の
専
業

農
家

を
中
心

と
し

た
比
較
的
同
質
的
な
組
合
員

か
ら
、
第
二
種
兼

業

農
家
が
過
半

数
を
占

め
る
と
い
う
、
組
合
員
意
識

の
面
で
も
、
組
合
に
対
す

る

要
求
内
容
の
面

で
も
異
質

の
組
合
員

で
構
成
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
、
今

後
の
農
業

の
動
向
と
あ
わ
せ
て
、
農
業
協
同

組
合

の
運
営

は
困

難
な
問
題

を
負

う
よ
う
に

な

っ
た
。

３
　

業
績
の
推
移

信
用
・
購
買
・
販
売
の
三
業
務
を
行
な
う
組
合
と
し
て
、
大
正

一
〇

年
に
発

足

し

た
本
村

の
産
業
組
合
は
、
途
中
で
信
用

と
購
買
事
業
の
み
と
し
て
販
売
事
業

を

一
時
中
止
し
た
が
、
昭
和
八
年
か
ら
は
販
売
事
業
を
復
活
し
、
利
用

事
業
を
加

え

て
経
営
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

戦
時
中
は
農
業
会
に
統
合
さ
れ
た
が
、
戦
後
は
農
業
協
同

組
合
と
な
り
着
々
と

経
営
組
織
と
規
模
を
拡
大
強
化
し
、
昭
和
二
八
年
に
は
信
用
・
購
買
・
販
売
・
加

工
・
輸
送
・
生
産

の
六
事
業
部
を
持

つ
経
営
と
な
り
、
三
一
年
か
ら
は
、
金
融
・

購
買
・
販
売
・
農
業
倉
庫
・
加
工
製
造
・
利
用
・
共
済
・
農
業

生

産
・
生

活

改

善
・
団
体
協
約
専
属
利
用
契
約

の

Ｉ
〇
事
業
部

の
経
営
と
な

っ
た
。
昭
和
三
三
年

か
ら
は
こ

れ
に
放
送
事
業

が
加

わ
り
、
同
三
四
年

か
ら

は
観
光
事
業
ま
で
を
加
え

る
に
至

り
、
産
業
組
合

か
ら
農
業
会
、
農
業
協
同
組
合
と
、
そ

の
発
展
過
程
を
顧

み

て
事
業

の
種
目

と
い
い
、

そ
の
取
扱

い
高
と

い
い
驚
嘆

す
る
ば
か
り
で

あ
る
。

昭
和
四

六
年
二
月
に

は
産
業
組
合

か
ら
の
創
立
五
〇
周
年
記
念
式
典
が
盛
大
に
行

な
わ
れ
た
。
し
か
し
、
時
代

の
変
化
に
即

応
し
、

よ
り
広
域

な
大
型
農
業
協
同
組

夕釦



第３節　農業経営 の変革

務
　
係

理
　
係

二
　
計
　

係

報

係

貸
　
付
　

係

組
勘
未
収
係

共
　

済
　
係

貯
　

金
　
係係

穀
　
係

芸
　
係

産
　
係

蚕
　

係

鱒
　

係

政
　
係

送
　
係

機

具

係

画気

庶予 舗　料

務納

係係 係　係

外
　

商
　

係

南箕輪農業 協同 組合機構図60図7

部
場

庫
所

一
　一

部
舗

ド
所

庫
庫

庫
部

場
庫

部

容
果
倉
　

丿
丿

判（

（
　

倉
倉

倉
用

果
倉

づ

理
選

受

務

七
七
利
い

万

容
受

受
泉

利

選
柴
不

保
井
屏
　

送
活
所

産
（
　
W

’
 
G
d
　

フ
泉
畑

子
刀

χ

久

塩
北

事
放

生
本

生
方

理
南

新
大

大
田

神

り
／
』

３

４

５

６

７

８

図7-61　 南箕輪農協諸施設概略図

％j



昭和

15年

図7-62 資本金・固定資産推 移表

図7-63　 貯金・預金・貸付 金推移表
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新しい南箕輪第7 章

表
7
j
4
5
　南
箕
輪
農
業
協
同
組
合
業
績
の
推
移

共　剰　利　購　販　預　貸　借　貯　固　積　出　出　組
奨joH

買 売　　ｨ 寸 入　　jﾚ 立
京

貪
會

約　　　　　　　　　　　　　　　　　 貪　　　 約　　　 貝

高 金 料 高 高 金 金 金 金 産 金 金 金 数

項

『

一　　　　　　 一一一　　　　　 一

四　　　　 一　　　　　　 六　三
六 七　　 一　　　　 一 五

円　円　円　円　円六円六円　円四円　円　円　円三円九人

大
正

一
○
年

－
○　二　 八　　　　　　　 一

三　五　〇　 四　　　 一　　　 七

一 九 一 二　　 一　　 三 五
六 八 七 八　 三　 〇 〇
六 五 〇 八　　 三　　 二 二

昭

和

五

年

四　　　　　 五

二　　　　 六　 四　　　　 一
ハ ニ ー 五 六　　　 〇
○　三　三　七　七　九　　 〇　一

○　○　○　○　○　○　　　 ○　○

○　○　○　○　○　
Ｏ　　　 Ｏ　 三

○　○　Ｏ　Ｏ　Ｏ　Ｏ　　　 Ｏ　 三

昭
和

一
一一
一年

三 六 一 三 二 五
一 四 九 三 九 － ○ 七　　　 五

四 一 三 四 六 二 一 八 一　　　 二

○ 五 一 三 〇 三 二 四 五　　　 九
七 六 六 五 二 一 八 八 九　　　 五 一

六　一　二　 〇　〇　三　二　四　六　　　　　 〇　〇
二　 八　五　八　一　 八　五　四　四　　　　　 〇　五

〇　三　二　二　九　七　五　九　七　　　　　 〇　三

昭
和
一
一
八
年

一

五　　　　 三　 六　 三　 三　　 五　 一

八 一　　 五 九 一 七 八 八 四 二 一 二

○ ○ 二 七 五 四 五 四 九 一 三 六 九

ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ

○　 九　 三　 三　 九　 二　 九　 一　 八　 六　 三　 四　 九

〇　 九　 〇　 五　 八　 九　 四　 三　 四　 九　 九　 一　 三

〇　 二　 三　 九　 九　 二　 九　 五　 三　 四　 八　 〇　 〇　 －

ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ　　ゝ

○　 ○　 ○　 ○　 ○　 ○　 ○　 ○　 ○　 ○　 ○　 ○　 ○　 二

〇　 〇　 〇　 〇　 〇　 〇　 〇　 〇　 〇　 〇　 〇　 〇　 〇　 八

〇　 〇　 〇　 〇　 〇　 〇　 〇　 〇　 〇　 〇　 〇　 〇　 〇　 〇

昭
和
四
一
一一年

合

と
す
る
た
め
、
上
伊
那
中
部
地
区
八
農
業
協
同
組
合
が
合
併
す
る

こ

と

と

な

り
、
昭
和
四

七
年
に
伊
那
農
業
協
同
組
合
と
し
て
発
足
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

合
併
直
前

の
機
構
と
施
設

の
概
要
及

び
、
そ

れ
ま
で
の
業
績
は
、
図
７
－
6
0
～

6
5及

び
表
7
1
4
5
の
よ
う
で

あ
る
。

≒
　

伊
那

農
業
協
同
組
合

１
　

上
伊
那
中
部
八
農
協
の
合
併
　
　
　
　
　
　
　

。

経
済

の
発
展
に
よ
り
、
経
済
的
規
模
は
し
だ

い
に
拡
大
し
大
量
取
引

き
で
な
け

れ
ば
、
商
品
の
流
通
市
場
に
お
い
て
有
利
な
取
引
き
が
困
難
に
な
っ
て
き
た
。
こ

れ
は
販
売
は
も
と
よ
り
購
買
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
特
に
、
農
産
物
に
お
い

て
は
広
い
地
域
で
統
一
し
た
技
術
指
導
の
も
と
に
優
良
均
質
の
も
の
が
大
量
に
出

荷
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
常
に
市
場
の
動
向
を
把
握
し
そ
れ
に
適
応
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、
旧
村
単
位
の
小
規
模
農
協
で
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
に
適
応
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
昭
和
三
六
年
、
国
は
農
協
合
併
助
成
法
を
施
行
し
、

同
三
八
年
に
は
全
国
中
央
会
も
、
農
協
合
併
の
方
針
を
決
定
し
た
。
当
地
方
に
お

夕河



農業経営の変革節第 ３

い
て

は

よ

う

や

く

四

〇

年
代

に

な

り

組

合
員

の

所
得

向

上

と

生

活

安
定

の

機
能

を

充

分

発

揮

す

る

た

め

に

は

、

広
域

農

協

建
設

、

い
わ

ゆ

る
合

併

に

よ

る
大

型
化

か

緊

要

で

あ

る

と

い
う

の

が
大

方

の

見
方

と

な

っ

た

。
上

伊

那

で

は
北

部

、

東

部

、

中

部

、

南

部

に

各

一

農

協

が

あ

る

こ

と

が

地

理

的

条
件

の

上

か

ら

も
行

政

と

の

連

繋

の
上

か

ら

も

妥

当

で

あ

る

う

と

い
わ

れ

た

。

そ

こ

で

昭

和

四

三

年

合

併

を

目

指

し

た

が

若
干

数

の

農

協

が
同

時

発

足

を

す

る

ま

で

に
機

が

熟

さ

な

か

っ
た

。
四

六

年

四

月

所

期

目

的

達

成

の

た

め

、
中

部

地
区

の

各

農

協

ご

と
に

合

併

研

究

委
員

会

を

結

成

し

、

さ

ら

に

そ

の
代

表

八

三

名

に

よ

る
中

部

地
区

農
協

合

併

委
員

会

を
四

六

年

八

月

発

足

さ

せ

た

。

そ

の

後
研

究

協
議

と

組
合

員

と

の
対

話

を

重

ね
四

七
年

三

月

各

農

協

ご

と

に

部

落

懇

談

会

を

持

ち
合

併

の
予

備

契

約

書

と
総

合

経

営

計

画

な

ど

の

内

容

に

つ

い
て

組
合

員

の

理
解

と
了

承

を
求

め

た

。
四

七
年

三
月

に

い

た

り

漸

く
関

係
市

町
村

長

、
関

係
団

体

立
合

い

の

も

と

で
南

箕

輪

村

、

西

箕

輪

、

伊

那
市

伊

那

、

手

良
、

美
篤

、

富
県

、

来

春
近

、

西

春

近

の

八
農

協

が

そ

ろ

っ

て
合

併

予

備

契

約

書

の

調
印

式

を
行

い
、
同

日
研

究

委
員

会

は
合

併

推

進

委
員

会

に
発

展

的

に

切

り
替

え

が

な

さ

れ

た

。

さ

ら

に

組
合

員

と

の
対

話

を

重

ね

て
四

七
年

三

月

二

八

日

、

八

農

協

が

一

斉

に
合

併

臨
時

総

会

を
開

い

て
合

併

の
決

議

が
な

さ

れ

た

。

そ

の

後

所

定

の

手

続

き

を

ふ

ん

で

五

月

一

日
設

立

記

念

式

典

を
開

催

す

る

運

び

と

な

り
伊

那

農
業

協
同

組
合

が
発

足

す

る

こ

と

に

な

っ

た

。

発

足

に

当

た

っ

て

次

の

よ

う

な
方

針

の

も

と

に

運
営

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

。

基
本
方
針

わ
が
国

高
度
経
済
成
長
政
策
は
、
国
内

的
に
は
物
価
の
昇

騰
、
公
害
の
多
発
な
ど
に
よ

る
生
活
環
境
の
破
壊
を
も
た
ら
し
、
国
際
的
に
は
輸
出
優
先
に
対
す
る
批
判
を
生
じ
、
特

に
ア
メ
リ
カ
の
新
経
済
政
策
の
展
開

に
よ
り
、
い
ま
ま
で
の
政
治
経
済
政
策
は
、
根
底
か

ら
ゆ
す
ぶ
ら
れ
大

き
な
転
換
を
迫
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
農
業
に
あ
っ
て
は
従
来
無
定
見
な
農
業
政
策
に
よ
り
、
食
糧

の
自
給
度

は
逐

年
低
下

し
、
農
業

生
産
の
停
滞
を
も

た
ら
し
て
き
た
が
、
今
回
さ
ら
に
農
畜
産
物

の
自
由

化

の
進
展
、
米

の
生
産
調
整

、
産
業
資
本

の
農
業
へ

の
進
出
、
若

い
労
働
力
の
激
減
か
ら

老
齢
化

、
婦
人
化
の
一
途
を
辿
り
、
農
業
者

の
不
安
が
増
大
し
て

い
る
。

一
面

、
農
村

生
活

に
お
い
て
も
通
信
施
設
、
交
通
機
関

の
発
達
整
備
が
な
さ
れ

る
と
と

も
に
家
庭
電
化
が
進
み
、
一
般

的
生
活
意
識

の
変
化
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
家
庭
経
済
、
生

活

環
境
、
様
式
と
も
急
変

し
て
お
り
、
こ
の
よ
う

な
経
済
社
会

が
農
業
、
農
村
を
ま
き
こ

み
、
さ
ら
に
農
協

の
経
営
環
境

も
大

き
く
変

っ
て
行
く
時
代
で
あ

っ
て
、
八
〇
〇
〇
余
名

の
組
合
員

の
組

織
力

の
結
集

を
ほ
か
宍

協
同
体

と
し
て

の
機
能
を
強
く
発
揮
し
、
強
力

な
農
政
運
動
を
一
層

展
開

し
て
い
く
こ

と
と
併
行

し
て
、
組
合
員

の
所
得

の
増
大
と
生
活

向

上
を
は
か
る
た
め
次
の
事
項

を
基
本

方
針
と
し
て
、

そ
の
実
現
に

つ
と

め
た

い
。

記

旧

、
合
併
の
成
果
を
よ
り
発
揮
す
べ
く
、
組

合
員

の
意
志

が
よ
り
一
層
反
映
さ
れ

る
よ
う

組
織
の
整
備
、
強
化
を

ぽ
か
り
民

主
的
運

営
に

つ
と
め
る
。

○

、
国

の
政
策
転
換
を
迫
る
基
本
農
政
確
立
の
運
動

を
進
め
、
営
農
団
地
造
成
に
よ

る
生

産
基
盤
の
確
保
と
と
も
に
、
生
産
性
の
高
い
農
業

を
押

し
進
め
る
。

㈲
、
地
域
社
会
に
根
を
下

ろ
し
た
生
活
活
動

を
進
め
る
。

㈲

、
農
協
の
経
営
管
理
の
近
代

化
、
役
職
員

の
資
質

の
向

上
を

ば
か
り
、
組
合
員
サ

ー
ビ

ス
の
向
上
に
努
め
る
。

㈲
、
組
合
員
、
農
協
、
連
合
会
に
よ
る
事
業
面

で
の
機
能
分
担

を
明
確
に
し
、
総
合
力

の

発
揮
に
つ
と
め
る
。

（
第

一
会

総
代
会
資
料
　

農
協
文
書
）

２
　

伊

那

農

協

の

発

展

大

型

化

し

た
伊

那

農
協

は
合

併

設

立
時

の
基

本

方

針

に

よ

り

つ

つ
、

各

事

業

所

で

所

持

し

て

き

た
施

設

設

備

を
順

次

改

修

し

、

さ

ら
に

新

施

設

設

備

を

拡

充

強

化

し

て

農
協

事

業

の
充

実

発

展

を

は

か

っ

て

い

る

。

現

在

（
昭
和
五

八
年
）
の
機

構

は
図
7
1
6
6

の
よ

う

に

本

所

は
五

部

二

一
謀

、

八

支

所

は

四
課

と
有

線

放

送

謀

と
　

出

張

所

の
し

く

み

に

な

っ
て

時

代

の
進

展

に

応

じ

て

各
種

事

業

を
近

代

的

に

進

め
る

よ

う

努

力

し

て

い
る

。
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務　 課

画　 課
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総
務
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図7-66　 伊那農業 協同 組合機構図

農
家

の
所
得
の
増
大
と
生
活
の
向
上
を
図

る
た
め
の
農
協
の
活
動

は
、
農
家
の

生
産
活
動

の
指
導
援
助
が
そ
の
中
心
に
据
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
は
当

然

で

あ

る

が
、
そ

の
中
で
総
生
産
量
の
増
大
と
と
も
に
労
働
生
産
性
の
向
上

の
た
め
の
経
営

改
善
、
有
利
な
販
売
の
た
め
の
流
通
機
構
や
施
設
の
改
善
、
市
場
の
開
拓
等
が
重

要
な
課
題
と
な

っ
て

い
た
。
そ
し
て
こ
の
対
策
は
日
本
経
済
全
体
の
動
き
に
対
応

し

て
い
る
こ
と

が
必
要
で

あ
る
。

農
業
基
本
法
に
基

づ
い
た
第
二
次
農
業
構
造
改
善
事
業
は
、
本
村

に

お

い

て

出
　

張
　
　
所

有

線

放

送

課

庶
　

務
　

課

資
　

金
　
　
課

生
産
・
工
機
課

生
　
　
活
　

課

は
、
昭
和
五
一
年

か
ら
始

め
ら

れ
た
が
、
こ

の

事
業

の
う
ち
大
部
分

を
農
協
が
事
業
主
体
と
な

っ
て
お
り
、
水
田
協
業
施
設
と
し
て
ト
ラ

ク
タ

ー
、
自
脱

コ
ン
バ
イ
ン
の
導
入
、
そ

の
格
納
庫

の
設
置
、
畜

産
団
地
造
成
事
業
と
し
て
牛
舎
及

び
堆
肥
舎
、
園

芸
団
地
造
成
事
業
と
し

て
硝
子

温
室
一

六
棟
、
水
田
作
地
域
施
設
と
し
て
ラ
イ

ス
セ
ン
タ
ー
等

の
建
設

を
進

め
て

お
り
、
こ

れ

に

よ
っ
て
、
協
業
施
設
、

生
産
団

地

を

整

備

し
、
水
稲
野
菜
複
合
経
営
、
水
稲
果
樹
複
合
経

営
、
酪
農
専
業
経
営
、
花
弁
専
業
経
営
等

の
生

産
性

の
高

い
自

立
経
営
農
家

の
育
成

を
目
指
し

た
の
で

あ
る
。

こ

の
ほ
か
、
果
樹
新
産
地
開
発
促
進
事
業
で

は
倭
化
り

ん
ご
団
地

の
産
地
化

を
推
進
し
、
大

型
水
稲
育
苗
施
設
（
育
苗
セ
ン
タ
士

を
設
置
し

て
稲
作
育
苗

の
協
同
化
と
合
理
化
を
進
め

た
。

さ
ら
に
、
各
種
事
業

の
名
目
で
野
菜
、
果
樹
等

の
集
出
荷
場
、
野
菜
予
冷
庫
、
り
ん
ご

の
大
型

集
出
荷
場
等
を
建
設
し
、
生
産
面
に
お
け
る
協
業
化
と
、
流
通
施
設
の
近
代
化
合

理
化
に
努
め
た
。

直
接
生
産
指
導
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
ご
と
に
、
品
種

の
選
択
統

べ

品
質
の
改
良
と
生
産
の
増
大
、
集
荷
や
販
路
の
拡
大
等
に
力
を
入
れ
る
と
と

も
に
、
需
給
の
状
態
に
よ
っ
て
は
生
産
及
び
出
荷
調
整
の
指
導
も
行
な
い
、
生
産

者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
に
お
い
て
、
共
同
研
究
を
す
る
た
め
の
部
会
を
結
成
し
、

生
産
技
術
指
導
・
講
演
会
・
産
地
等
の
研
修
視
察
・
販
売
対
策
等
の
活
動
を
す
る

9 邱



農業経営 の変革３ 節第

よ
う
に
な

っ
た
。
現
在
一
七
部
会
が
作
ら
れ
て

い
る
。

農
政
活
動

と
し
て
は
、
米

価
闘
争

を
け
じ
め
と
し

て
、
果
樹

・
野
菜

・
牛
乳

・

肉
類

・
鶏
卵
等
農

産
物
の
価

格
安
定
対
策

の
要
求

を
掲
げ
、

さ
ら
に
、

た
え

ず
変

動

す
る
農
政
に
対
し
、
国
内
食
糧
自
給

率
向
上

を
基
礎
に
し

た
基
本
農
政

の
確
立

の
要

求
を
進
め
て

い
る
。

購

買
面
で

は
、
肥
料
・
飼
料
・
農
薬

∴

般
資
材
等

の
生
産
資

材

は

予

約

購

買
、
共
同
購
入
に

よ
っ
て
よ
り
安

価
な
購
入
を
目
指
し
、
組
合
員

の
利
便
を
は
か

っ
て

い
る
。

金
融
面
で

は
貯
金
、
貸
付
け
等
電
算
処
理
を
行
な

い
、
オ

ン
ラ
イ

ン
稼
働
、
Ｄ

Ｃ
（
現
金
自
動
支
払
い
機
）
を
本
所
ほ

か
支
所
に
も
順
次
設
置
し
て
業
務
の
迅
速
、
正

確

が
期

さ
れ
る
よ

う
に
な

っ
た
。
ま

た
、
村

の
指
定
金
融
機
関
と
な

っ
た
り
、
為

替
業

務
も
扱

う
よ
う
に
な

っ
て
、
他
市
町
村
と

の
金
融
面
で

の
連
緊
が
と
れ
る
よ

う
に

な
っ
た
。

共
済

事
業

は
取
扱

い
範
囲

を
拡
げ
、
生
命
・
建

物
・
こ
ど
も
・
傷
害

・
自
動
車
・

火

災
等

の
共
済
契
約

を
奨
励
し

て
、
そ

の
契
約
高
を
急
速
に
高
め
、
ま
た
、
学
生

寮

の
斡
旋
、
共
済
友

の
会
旅
行
、
保
養

セ
ン
タ
ー
利
用
等
を
行

な
い
、
共
済
還
元

資
金
の
利
用
、
共
済
証
書
担
保
貸
付
等
、
は
ば
広

い
活
動
を
行

な
っ
て

い
る
。

生
活

お
よ
び
そ
の
指
導
面

で
は
、
生
活

セ
ン
タ
ー
（
Ａ
コ
ー
プ
店
）

を
経

営

し

て
、
農
家

の
生
活
物
資

の
安
価
な
供
給

を
図
り
、
中
央
店
に
結
婚
式
場
　

披
露
宴

場

を
併
設

し
、
貸
衣
装
、
理
美
容
室
も
備
え
、
ま

た
、
葬
儀
に
お
け
る
祭
壇
等
も

用
意

し
て
組
合
員

の
利
用
に
供
し
、
観
光
事
業
も
行

な
っ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
組

合
員
及

び
そ

の
家
族

の
集
団
検
診
を
け
じ
め
健
康
管
理
の
活
動

、
家
計
簿
記

帳
の

普
及

と
諸
学
習

の
開
催
等
指
導
面

の
活
動
も
行

な
っ
て

い
る
。

以
上

の
諸
活
動

を
円
滑
、

か
つ
積
極
的
に
推
進
す
る
た
め
、
青
壮

年
部
や
婦
人

部

を
結
成
し
て
、
こ

れ
を
側
面

か
ら
応
援
す
る
態
勢
が
整
え
ら
れ
て

い
る
。

大
型
農
協
と
な

っ
て

か
ら

の
業
績
を
図
示
す
る
と
次
図
7
1
6
7
と
6
8の
よ
う
で

あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
農
業
協
同
組
合
は
農
家
と
生
産
消
費
の
す
べ
て
の
面
で

深
い
繋
り
を
持
ち
、
農
協
な
し
に
は
農
家
の
生
活
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
な
っ

て
お
り
、
農
協
の
発
展
は
め
ざ
ま
し
い
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
経
済
の
発
達
は
、
農
業
基
本
法
の
段
階
を
越
え
て
進
み
、
外
国
農
産

物
の
圧
力
は
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
て
来
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
産
業
従
事

者
と
同
等
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
所
得
を
確
保
し
、
外
国
農
産
物
に
充
分
対
抗
で
き

る
農
産
物
の
生
産
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
、
生
産
規
模
の
拡
大
と
生
産
コ
ス
ト
の

低
下
を
実
現
し
た
自
立
経
営
農
家
の
確
立
は
ま
だ
進
ん
で
は
い
な
い
。
ま
た
、
国

内
に
お
け
る
農
産
物
需
要
の
変
革
に
応
じ
た
生
産
団
地
の
形
成
が
充
分
に
で
き
た

と
い
う
段
階
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
米
の
作
付
制
限
に
よ
る
水
田
再
編
事
業
に
よ
っ
て
既
に

考
え
ら
れ
て
い
る
問
題
で
あ
り
、
単
に
農
協
だ
け
の
責
任
と
す
る
に
は
余
り
に
も

大
き
い
問
題
で
あ
る
が
、
農
協
は
農
家
と
共
に
真
剣
に
と
り
く
ま
ね
ば
な
ら
な
い

大
き
な
課
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

夕5Z
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第 ３ 節　 農 業 経 営 の変 革
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第７章 新しい南箕輪

第
四
節
　
商
工
業
の
発
展

一
　
田
園
工
業
都
市
へ
の
歩
み

】」
　
第
一
次
産
業
か
ら
第
二
・
第
三
次
産
業
へ

太
平
洋
戦
争
後
の
南
箕
輪
の
産
業
別
就
業
人
口
の
推
移
を
み
る
と
表
７
－
4
6
及

び
図
７
－
6
9
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
次
産
業
の
農
林
業
主
体
で
発
展
し
て
き
た
本
村
も
、
昭
和
四
〇
年
代
に
な

る
と
第
二
次
及
び
第
三
次
産
業
が
急
速
に
伸
び
る
反
面
、
第
一
次
産
業
就
業
者
の

減
少
が
著
し
い
。
こ
れ
は
農
機
具
の
導
入
に
よ
っ
て
農
作
業
の
能
率
が
あ
が
り
、

人
力
が
著
し
く
省
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
余
っ
た
労
働
力
が
他
産
業
に
吸
収

さ
れ
て
い
く
こ
と
と
、
工
場
誘
致
に
よ
る
企
業
の
進
出
が
年
を
追
っ
て
増
加
し
た

こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

昭
和
二
五
年
の
農
業
就
業
者
は
総
就
業
者
の
七
六
・
三
％
で
あ
っ
た
の
が
、
五

〇
年
に
は
二
六
・
四
％
に
減
じ
、
一
方
製
造
業
就
業
者
は
三
丁

二
％
と
な
っ
て

製
造
業
就
業
者
は
、
農
業
就
業
者
を
超
え
た
。
し
か
し
、
第
二
次
・
第
三
次
産
業

従
事
者
の
増
加
し
た
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
村
内
の
第
二
次
・
第
三
次
産
業
が
発
展

し
た
と
い
う
こ
と
は
意
味
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
他
市
町
村
の
産
業
へ
の
従
事

者

と
、
他
市
町
村
よ
り
の
本
村
産
業
へ
の
従
事
者
の
差
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。

岡
　
製
造
業
の
発
展

戦
後
の
深
刻
な
食
糧
不
足
は
し
ば
ら
く
続
き
、
古
来
、
農
業
を
も
っ
て
立
っ
て

き
た
本
村
は
食
糧
増
産
に
力
を
傾
け
た
が
、
戦
時
中
一
た
ん
中
止
し
て
い
た
製
材

業
が
ま
ず
操
業
を
再
開
し
た
。
ま
た
、
化
学
工
業
の
大
明
化
学
工
業
株
式
会
社
が

北
殿
に
工
場
を
興
し
た
。

昭
和
二
四
年
に
は
製
材
お
よ
び
木
製
晶
四
、
化
学
一
、
紡
績
一
の
工
揚
が
あ
っ

（上伊那 郡市勢要覧より）表7-46　 産業別 就業 人口（南箕輪村，15才以上）

‾~~~~~~~-~~~~~~~~~~~早~

一

巴_ﾉ ﾂじ_
昭和22 25 30 40 50 55

総　　　　　　　 数 2,942 3,109 2,985 3,364 3,864 4,1580

第

一
京

業

農　　　　　 業

林　　　　　 業

漁　水　産　業

1　　

2,393

2,372

21

1

2,159

55

1

2,204

33

4

1,022

21

3

866

28

3

第
一
一次
票

鉱　　　　　 業

建　　 設　　 業

製　　 造　　 業

1　　　

283

1

87

233

0

79

202

1

108

428

4

275

1,207

6

413

1,604

第

一一一

次

産

業

卸　小　売　業

金 融 保 険 業

運 輸 通 信 業

電気ガ ス水道業

サ ー ビ ス 業

公務員・その他

1　　　

266

74

15

108

－

138

59

117

44

99

－

166

60

149

16

85

－

281

55

440

36

168

7

569

112

547

52

206

5

690

147

不動　 ９
産業

ﾘ 印



第 ４節　商工業の発展

国 第3次産業第 ２次産業口 第卜次産業 口

図7-69　 産業別就業人口の推 移（上 伊那郡市勢要覧）

た
。
翌
二
四
年
に
は
家
具
建
具
四
、
土
石
製
造
べ

電
器
具
機
械
二

そ
の
他
五

の
工
場
が
で
き
た
く
ら
い
の
も
の
で
工
業
は
寥
々
た
る
状
況
で
あ
っ
た
が
、
二
六

年
ご
ろ
か
ら
製
造
業
が
年
を
追
う
て
種
類
、
数
量
と
も
に
増
加
し
た
。
村
内
に
お

け
る
製
造
業
事
業
所
数
及
び
そ
の
従
業
員
数
、
並
び
に
製
造
品
出
荷
額
の
増
加
の

状
況
は
表
7
1
4
7及
び
図
７
－
7
0
の
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
工
業
の
種
類
別
、
規
模
別
の
工
場
数
は
表
７
－
4
8
の
よ
う
で
あ
る
。

工
場
数
の
増
加
は
本
村
に
お
い
て
は
、
四
○
年
代
後
半
の
増
加
が
目
立
ち
　
一

四
工
場
か
ら
四
三
工
揚
へ
と
三
倍
に
な
っ
て
い
る
。
五
〇
年
代
前
半
は
や
や
沈
静

し
た
状
態
を
示
し
、
五
五
～
六
年
ご
ろ
か
ら
再
び
工
場
数
の
増
加
が
目
立
っ
て
い

る
。
従
業
員
数
は
工
場
数
の
増
加
に
ほ
ぼ
見
合
う
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
四
○
年

代
前
半
の
増
加
が
著
し
く
、
工
揚
数
の
増
加
に
先
行
し
て
い
る
。
　
－

表
７
ｊ
4
7

製
造
業
事
業
所
数
・
従
業
者
数
・
製
造
品
出
荷
額
の
伸

び
（

南
箕

輪
村
）

昭
五 五 五 五 五 五 五 五 四 匹 四 四 四 四 四 四 四 四 三 三 三 三 三 三 三 二 二
七 六 五 四 三 二 一 〇 九 八 七 六 五 四 三 一 一 ○ 九 八 七 六 五 四 〇 六 二

］

六 六 五 五 四 四 四 四 四 三 三 一 一 一 一 一 一　 一 一 一 一 一

一 九 － ○ 五 五 四 三 一 八 七 一 一 四 三 一 一 八 〇 〇 一 二 三 九　 八

事

業

所

数

一 一

三 〇 九 八 七 七 六 六 七 七 六 五 六 五 四 四 三 一 二 二 三 二 一 一 二 一 二
○ 七 一 七 六 六 七 五 一 一 七 九 五 一 七 三 四 六 八 七 五 八 七 五 二 三 三

三 六 八 八 七 一 六 九 八 四 八 八 六 五 四 七 七 七 二 三 五 一 九 八 七 九 五
人

従

業

者

数

一 一 一

六
四 〇 八 七 七 六 四 四 三 一 一 一 一 一

ゝ　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ
九 五 五 九 六 七 一 六 一 六 六 七 九 四 〇 七 四 一 六 三 二 一 一 一
六 五 五 六 一 一 五 一 九 － ○ ○ 九 三 六 四 七 七 七 一 五 八 二 三
一 五 六 七 四 九 四 七 三 一 三 三 六 三 一 五 一 一 一 五 九 五 七 －
ゝ　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ 　ゝ
七 一 一 一 六 五 一 三 八 七 〇 五 五 九 三 四 八 一 四 〇 七 〇 七 六
九 一 一 七 九 四 六 七 七 三 一 九 八 〇 七 七 三 五 〇 六 三 八 五 三
Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 二 三

子
円

製

造

品

出

荷

額

南

］輪
村
勢
要
覧

霧

那
郡
市
勢
要
覧

↓
に
よ
る

）

長
野
県
統
計
書

ﾘ 回
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浙
ツ

命
　
Ｈ

淋
繭
Ｓ
Ｄ

溢
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回
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前
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・
贈
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勁
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浙　窓
9卜 峠

ﾙ呂畑

燃　洋
卜

徘　ゅ　蒋　寥　絲　粛　除　淋　洽　宍　晋　俯　汁　併　鋸　冷

０

竿　詐　叫　副　諮　露　鋤　沸　倒　雅　型　泗　芯　雨　猫　夥

へ
ヽ､1

に　
∽

∽　4

∽　 ヽヽ 1

←
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服
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に
に　　　　H　　　　 拓　 ∽　　　　H　 い　 Ｈ　 Ｈ　 Ｈ　 ∽　 Ｈ　 Ｈ　 ∽

灘

辞
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QI　　　H　　　 ひ;　 に　　　　　H　　　H　　　 ∽　　　H　 ∽

←
卜

応 之
）

－ヽＩ　　　　　　　　 Ｈ　 Ｈ　　　 Ｈ　 Ｈ　 Ｈ　　　 Ｈ　　　 Ｈ

回
卜

ジ
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諒

育
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ノ

QI
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QI　H　Q　N　 ∽　H　 ∽　H　　　　　　N　　　N　　　 に　 い

ﾄ よー
）

冨 ？

）

ﾄｰ1
0　H　　　　　　 ∽　H　H　　　　H　H　　　　　　H　H

回
卜

叉
卜

ﾄｰ4
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口

〇　 卜
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∽

哨　
○
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第４節　商工業の発展

図7-7〔〕 工場数と工業 従業員数の増加（南箕輪村）

工
業

を
業
種
別
に
み
る
と
現
在
、
電
機
工
業
が
多
く
三
分
の
一
強
を
占
め
、
つ

い
で
、
精
密
・
金
属
・
機
械
工
業
が
多
く
、
特
殊
な
地
場
産
業
と

い
う
よ
う
な
も

の
は
発
展
し
て

い
な

い
。

規
模
別
に
み
る
と
従
業
員
三
〇
人
以

上
と

い
う
事
業
所
は

僅

か

に

八
事
業
所

で
、
他
は
全
部
小
企
業
で
あ
る
。

尚
　

建

設

業

等

の

推

移

建

設

業

は

五

〇

年
代

に

な

っ
て

著

し

く

増

加

し

て

い
る

。

表
７
－
4
9
　
建
設
・
電
気
ガ
ス
水
道
・
運
輸
通
信
業
者
の
推
移

運 電 建
（ﾝ

通　ス　設
帽 ｛

業　業　業

］

16

12

16

1　1　17

1　1　16

1　1　15

1　15

14

3　1　18

2　1　26

26

3　　　　34

9　　　　49

27年

31

33

35

38

41

43

44

47

50

51

53

56

（
上
伊
那
郡
市
勢
要
覧
）

匈
　

工

業

振

興

策

１
　

工

場

誘

致

条

例

の

制

定

昭
和

三
〇

年

代

に

は

い

る
と

日

本

経

済

が
高

度

成

長

を
と

げ

る
と

と

も

に

工

業

も

急

テ

ン

ポ

で
発

展

し

て

き

た

。
長

野

県

で

は
昭

和

三

七
年

九

月

「

低

開

発

地

域

工

業

促

進
法

」

に

よ

り
、

小

諸

・

伊

那

・

駒

ヶ

根

が

そ

の
指

定

を

受

け

た

が

、

翌

三

八
年

に

は

そ

の
範

囲

が

広
げ

ら

れ
小

諸

佐

久

地

区

、

伊

那

地

区

と

な

り

南

箕

輪

地

区

は

そ

の
中

に

含

ま

れ
る

こ

と

に

な

っ
た

。

そ

こ

で

本

村

は

三

九

年

八

月

「

南

箕

輪

村

工

場

誘

致

条

例

」

を

制

定

し

て

村

内

工

業

の
振

興

を

図

る

こ

と

に

な

っ

た

。

そ

の
要

旨

を
抜

粋

し

て

み

る

。

第
一
条
　

こ

の
条
例
は
本
村
内
に
工
場
を
誘
致
又
は
増
設
す
る
者

に
対
し
て
村
民
税

、
固

定
資
産
税
を
減
免
す

る
ほ

か
便
宜
を
供
与
し
、
も
っ
て
産
業
の
振
興
を
図

る
こ
と
を
目

的

と
す

る
。

第
二
条
　

こ

の
条
例
で
工
場
と
は
営
業

の
た
め
物
品
を
製
造
し
、
若

し
く
は
加
工
又

は
印

刷

の
目
的
に
使
用
す

る
場
所
を
を
い
う
。

第
三
条
　

村
長
は
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
者
に
対
し
、
次

の
奨
励
措
置

を
講
ず

る
ほ
か
、
敷
地
、
資
材
、
資
金
（
金
融

ほ
か
）
の
あ
っ
せ

ん
、
其

の
他
必
要
な

事
項
に
つ
い
て
便
宜
を
供
与
し
協
力

す
る
。

ﾘ 卵
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一
、
工
場
を
新
設
又
は
増
設
す
る
湯
合
三
年
間

、
新

設
に
対

し
て
は
各
年
度

の
村
民
税

（
均
等
割
を
除
く
）
及
び
固
定
資
産
税
を
、
増
設
す
る
場

合
は
そ
の
増
加
分

に
対

す
る

固
定
資
産
税

の
み
を
減
免
す
る
。

第
四
条
　

第
三
条

の
規
定
に
よ
る
減
免
率
は
次
の
各
号
に
よ
る
。

一
　

村
　

民
　

税
　

初
年
度
　

十
割
　

二
年
度
　

八
割
　

三
年
度
　

六
割

二
　

固
定
資
産
税
　

初
年
度
　

十
割
　

二
年
度
　

八
割
　

三
年
度
　

六
割

右

の
よ

う
な

助

成

を

得

よ

う

と

す

る

に

は

「

投
下

固

定

資

産

評

価

額

」

が

新
設

の
場

合

は
五

〇

万

円

以

上

、

増

設

の
場

合

は

三

〇

万
円

以

上

の

も

の

で
、

従

業

員

一
〇

人

以

上

を
有

す

る
事

業

所

で

あ

る

こ

と

と

い
う

条

件

が

あ

っ
た

。

こ

の
条

例

に
よ

っ

て
新

設

又

は
増

設

で

指

定

申

請

を

し

た

事

業

所

は

六

事
業

所

あ

っ

た

。

２
　

都
市

計

画
の

策
定

に

よ

る
工

業

振

興

策

昭

和

四

八
年

に

都

市

計

画

区

域

の
指

定

を

受

け

、

五

〇

年

に

は
そ

れ
に

基

づ

い

て
南

箕

輪

村

総

合

計

画

を

た

て

た

。

そ

の

う
ち

工

業

に

つ

い

て

は
「

…

…

村

内

の

工

業

は
工

揚

数

、

従

業

員

数

、

出

荷

額

と

も

順

調

に

発

展

し

て
き

た

。
然

し

な

が

ら

全
体

的

に

は
小

企

業

が
大

半

で

あ

る

た

め
経

済

変

動

に

左
右

さ

れ
や

す

い

の
が

現

状

で

あ

る

。
」

と

い

う
認

識

の
上

に

立

っ

て

「
中

央

高

速

道

路
等

交

通

網

の
発

展

に

よ

り

今

後

と

も

工
場

の

進
出

が

充

分

考

え

ら

れ

る
」

と

し

て

、
「
天

竜

川

沿

岸

の

工
業

用

地
域

に

工
場

誘

致

を

お

こ

な

い
、

農
業

近
代

化

に

よ

る

と

こ

ろ

の
余

剰

労

力

を

有

効

に

活
用

し

住

民

の

生

活

安

定

と
明

る

い
村

づ

く

り
に

つ

と

め

る
」

と

い
う

目

標

の

も

と

に

今

後

に

お

け

る

方

向

と

し

て

次

の

三

点

を

あ

げ

た

。

イ
、
天
竜
川
沿
岸

に
工
業
団
地

の
造
成
を
行
う
。

口
、
無
公

害
企
業
の
誘
致
に
つ
と
め
る
。

（

、
産
業
道
路
の
新
設
及
び
整
備
を
は
浙
る
。（

昭
和
五
〇

年
南
箕

輪
村
総
合
計
画

書
）

こ

れ

か

ら

さ

ら

に

三

年

経

っ
た

五

三

年

一

月

に

は

「

南

箕

輪

都
市

計
画

」

が

決

定

認
可

さ

れ

た

。

そ

れ

に

よ

る

と
、

①

道

路
、

②
、

用

途
別

地

域
　

③

、

公

園

が

計

画

さ

れ

、

工

業

地
域

は

準

工
業

地
域

と
工

業

専

用

地

域

が
指

定

さ

れ

た

。
準

工

業

地

域

は

約

八

〇

ｈ

、

工

業

専
用

地
域

は

約

コ

エ
ｈ

と
計

画

さ

れ

た

。

さ

ら
に

昭

和

五

七

年

に

は

工

場
誘

致

条

例
及

び

そ

の

特

例

を
合

わ

せ

た

「
南

箕

輪

村

企

業

振

興

条

例

」

を

制

定

し

工

業

発

展

策

を

講

じ

た

。

３
　

企

業

振

興

条
例

制

定

昭

和

五

七

年

に

は

先

に

定

め

た

「

工

場

誘

致

条

例

」

及

び

そ

の

特

例

を

廃

し

て

改

め
て

「

南

箕

輪

村

企

業

振

興

条

例

」

を

定

め

て

工

業

等

の

振

興

策

を
講

じ

た

。

先

の
誘

致

条
例

と

変

わ

っ

た
主

な

点

を
挙

げ

る

。

第
一
条
　

こ

の
条
例
は
南
箕
輪
村
が
低
開
発
地
域
工
業
開
発
促
進
法
（
昭
和

二
六
年
法
律

第
二

二
（

号
）
第
二
条

の
規
定
に
よ
り
低

開
発
地
域
工
業

開
発

地
区

と
し
て
指
定

さ
れ

て
い

る
間
、
村
内
に
工
場
を
新
設
し
、
又
は
増
設
す
る
者
に
必
要

な
処
置

を
講

じ
産
業

の
振
興
を
図

る
こ

と
を
目
的

と
す

る
。

第

二
条

（
変

ら
ず
）

第
三
条
　

村
長
は
第

五
条
の
規

定
に

よ
り
指
定
し

た
者
に
対
し
当
該
指
定

の
翌
年
度
か
ら

三
か
年
間
工

場
を
新
設

し
、
又

は
増
設

し
た
部
分
に
対
す

る
固
定
資
産
税

の
謀
税
を
免

除
す
る
。

第
四
条
　
工

場
を
新
設
し
又
は
増
設

す
る
た
め
村
長

の
指
定

を
受
け
よ
う
と

す

る

も

の

は
、
投
下

固
定
資
産
の
う
ち
家
屋
又
は
償
却
資

産
に
係

る
取
得
価
格

の
総
額
が

Ｉ
、
二

○
○
万
円

を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
こ
れ
を
直
接
当
該
事
業

の
製
造

の
用
に
供

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

条

例

が

こ

の

よ

う

に
変

わ

っ
た

点

か

ら

み

て

も
産

業

資

本

等

に

つ

い
て

時

代

の

推

移

の
急

テ

ン

ポ
で

あ

る
こ

と

が

感

ぜ

ら

れ

る

。

ﾘ ㈲
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㈲
　
村
内
工
業
名
鑑

（
昭
和
五
八
年
度

『
長
野
県
工
業

名
鑑
』
よ
り
。
昭

和
五
八
年

八
月
一
日
現
在
）

１
　

機
械
金
属
工
業

（
従
業

員
数

四
人
以

上
の
事
業

所
　
五
十
音
順
）

㈱ 中 富 電 鶴 ダ 田 大 征 征 信 ㈲ 信 佐 興 木 木 加 ㈲ 伊 ウ ウ 伊 ㈲ ㈱ 有 秋
卜

ぃ

レ
臼ﾚ

ｽﾞ
が づ

回 ・
く> レ レ …

無 製　　 子 力 製 製 機 製 電　 業　 ㈱ 製 製 製 藤 野 シ 】 ク 藤　 製 製

線　 工 精 工 製　　 製　 ”̈
製 ㈱ 製 中　　　　　

り 製　
ナ　　 精

乃W作　　
月

業 作
作 作

作
作

万

作
ﾀ作゙

作
でj 作 作 作 鉄

１ 作
ルjで 工 電 作 作

所 所 業 密 ㈲ 所 所 所 所 所 ㈱ 所 場 所 場 所 所 所 エ ド 所 ㈱ ㈱ 機 舎 所 所

事

業

所

名

大 北 南 田 南 北 田 大 塩 北 北 大 北 北 南 久 久 田 田 塩 大 北 神 北 南 南 北
泉 殿 殿 畑 原 殿 畑 泉 ノ 殿 殿 泉 原 殿 殿 保 保 畑 畑 ノ 泉 殿 子 殿 原 殿 原
三 四 四 六 九 四 六　 井 三 三　 一 三　 二 八 六 六 井 二 四 柴 三 九 七 一
四 七 八 七 六 〇 五　 五 七 九　 六 一　 八　 一 四 三 二 〇 八 〇 八 八 六
四 六 二 七 〇 〇 六　 八 三 三　 三 一　 五　 五 七 三 三 二 八 二 九 七 三

六 八 二
〇 八 四 一　 四 二 〇　 四 一　　　　 一 五 九 四 八 六 九 九 九 二

｜ ｜　　　　　 ｜　　　 ｜ ｜　　　 ｜　　 ｜　 八 ｜　 ｜ ｜

五 三　　　　　　 一　　　　 一 四　　　　 ニ　　 ー　　 ｜ 四　 七 三
〇　　　　　　　　　　　　　 －　　　　 ○

所

在

地

吉 中 山 植 北 弾 伊 唐 征 征 登 清 登 佐 向 木 木 加 加 小 埋 小 松 伊 新 有 秋

々
ｍ 野 崎 匡I原 塚 藤 沢 矢 矢 内 水 内 木 山 村 下 藤 藤 野 橋 原 井 藤 井 賀 山

卓 作 正 唯 雅 篤 和 俊 卓 志 英 八 英 睦 孝 徳 重 裕 広 圭　 百　 広 弘 貞
津　　千

美 治 一 雄 門 士 郎 昭 郎 子 夫 子 夫 夫 一 利 良 治 美 一 章 年 昇 二 二 人 昇

代

表

者

名

－
四　 二　 五

－　　　　 一　　　　　　　 九　　九　 五　　　　　　　　　 一

〇 三　　 五　　　　　　 〇 五 七　 〇　　　　 二 七　 五　 一 三
〇 〇　　 〇　　　　　　 〇 〇 〇　 〇　 七　 〇 〇　 〇 五 五 〇

〇 〇 Ｉ　Ｉ 一 ｜　｜　｜　｜　｜ ○ ○ ０ １ ０ ｊ ｏ ｌ ｏ ｏ ｌ ｏ ｏ ｏ ｏ ｌ　ｌ

箪

資

払

巴

金

一　 一　 一
ニ ー　　 三　　　　　　 三 一 四　 〇　　　　　　　 三 三　 一

五 三 六 六 一 五 五 八 四 五 四 三 三 九 七 八 五 四 九 六 七 三 八 八 二 七 四

従

業

員

数

電 炭　 マ 抵 力 通 コ プ コ ア 光 コ プ 酸 酸 チ 厚 機 リ プ 炭 Ｖ 精 電 コ マ
子 素　 イ 抗 メ 信 ン レ ン ル 学 ン リ 化 化 工 膜 械 １ レ 素 Ｔ 密 子 ン イ

｀皮　 ク 器 ラ 機 デ ス デ ミ 機 デ ン 金 皮 ｜ 抵 部 ド ス 皮 Ｒ 部 部 デ ク
電 膜 μ　口　 部　 ン 加 ン 電 械 ン タ 属 膜 ン 抗 品 線 金 膜 用 品 晶 ン ロ
子 固　 モ　 品　 サ エ サ 解 金 サ １ 固 抵 類 器　　 型 固 プ 加　 サ モ
機 定　　 ｌ　　　　 ｌ　　 ｌ コ 属 ｜ 組 定 抗　　　　　 冶 定 リ エ　　 Ｉ　Ｉ
器 抵　 夕　　　　　 金 エ ン 部　 立 皮 器　　　　　 工 抵 ン　　 加 夕
制 抗　 ｜　　　　　 型 ン デ 晶　　 膜　　　　　　 器 抗 ト　　 エ Ｉ
御 器　 部　　　　　 製 シ ン パ　　 抵　　　　　　　 器 基　　　　 ケ

盤　　 品　　　　　 作 ン サ ル　　 抗　　　　　　　　 板　　　　 １
グ １ ブ　　 器　　　　　　　　　　　　 ス

電　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ス
極　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ピ
箔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

｜
カ１

部
品

主
要

製
品

名
又

は
事
業
名

％5
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竜 ㈲ ヤ 箕 ㈲ 堀 深 伊 藤 福 福

沢沢
田

那

粉
沢

製ホ

製 末 製

光電
作

冶

金
作

作夕

南 古　 輪
江 ヨ

製
製　

精

作
作

イ
エ

所 所 技 ㈱ 力 所 所 ㈱ 所 子 学

南
殿

五
三
二

九

南
殿

五
二

八
七

南
殿

四
九
五
七
Ｉ
四

北

殿
四
〇
〇

六

北
殿
三
〇

二
五

久
保
二
六
八

田
畑
六

コ

ー四

南
殿

南
殿
五
四
二
二

北
殿
四
三
六
四

田
畑

六
〇

七
一

―
一

田 吉 山 有 穂 堀深 山藤 福 福

畑 江 崎 賀 高　 沢 崎 田沢 沢

隆 要 辰 士 享 正 知 重 キ 正 元
ヨ

美一 雄 郎 子 一 広 久 子 人 市

四
〇
〇

四
〇
〇

一
〇

〇

六

〇

一
〇

〇

一

八 八八

一

ｌ ．

ノ ゝ

一
八四

ｌ ．

／ ゝ

一
一

五 七
ｉ ．

ノ ゝ
四

カ
メ
ラ
顕
微
鏡

レ
ン
ズ

通

信
用
抵
抗
器

プ
レ
ス
製
品

金
属
熱

処
理

精
密
部
品
加
工

抵
抗
器

メ
ー
タ
ー
文
字
板

コ
ン
プ

レ
ッ
サ
ー
、
バ

ル
ブ

研
磨

タ
イ

ム
ス
イ
ッ
チ

ス
ト

ロ
ボ
部
品

％G

２
　

木
　

工
　

業

丸 ㈱ 東 月 清 工 入

山 フ 信 岡 ｽﾌ゙ﾞ: ズ

木 ォ 木 エ ッ　 材

楽プ　　 エ
材 ル 材 芸 工 器 業

㈲ テ ㈱ 尚 場 ㈱ 所

事

某

所

名

神 塩 南 中 北 北 北

子 ノ 殿 野 殿 殿
殿

柴 井 五 原 三 二 三
七 三 四　 二 九 七
一 九 四　 二 四 一
九 三 二　 三 〇 一

六　　　　　　 ｜
－一－

所

在

地

丸 百 山 西 清 岩 入

山 瀬 綺 岡 水 井 戸

益　 辰 政 喜 徹 と
代　　 吉

男 博 雄 美 人 雄 子

代

表

者

名

一二 二　　 二

六 〇 五 一　 一
○ ○ ○ ○　 ○ 四
○ ○ Ｏ Ｏ Ｉ Ｏ Ｏ

資

青戸

金

一 五　　　　 二
三 八 七 七 四 三 九

従

業

員

数

建 時 一 時 チ ギ 建
材 計 般 計 ッ ク 築

木 用 台 プ ｌ 用
枠 建　　　　 木
｀ 築　　　　　 材
小 製
物 材　　　　 組

家　　　　　　
立

具　　　　　　 材
料

主
要
製

品
又

は
事
業

名

３
　

繊

維

工

業

事

業
　

所
　

名

二 ㈲ ㈲

伊
　

那
　

商
　

事

ク
　
ロ
　
ー
　
バ
　
ー

ユ

ー

ソ

ー

イ

ン

グ

所
　
　
　

在

北
殿
四
三
三
〇

南
原
九
七
五
八
１

一
一

北
殿
四
二

コ

ユ
ー

ー

地

代

表

者

名

山 小友

綺 林成

一 速

勇 美 雄

資

本

〔

単

位

万

円

〕

金
四
〇

二
〇
〇

従

業

員

数

－
一一

七 八 六

主
要
製
品
又

は
事
業
名

ス
ポ
ー
ツ
衣
料

ト

レ
ー
ニ
ン
グ

シ
ャ
ツ

子
供
用
ア
ク
セ
サ
リ
ー

フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
バ
ッ
ク
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４
　
食
料
品
工
業

事
　

業
　

所
　

名

弾
　

塚
　

商
　

店
　

㈲

５
　

化

学
及
び
そ
の
他
の
工
業

所

在

田

畑
六
二
〇

九
－

一

地

代
　

表
　
者
　

名

弾
　

塚
　

武
　

義

資
　
　

本
　
　

金

（
単
位
　
万
刊
）

ｊ

五
〇

〇

従

業

員

数

ｊ

二
三

主
要
製
品
又

は
事
業
名

和
洋
生
菓
子

マ 晴 ㈱　　 大　 信 伊 ㈱

→ﾐ　
で づ 行

夕 産 化　　 学　 ゴ ッ ｌ

学　　　　　 ク ン

エ 業 研　　
エ　

ム エ
サ

究　 業　　 業 と

業 ㈱ 所　　 ㈱　 ㈱ ㈲ ス

事

業

所

名

ハ ト温　　詰　でﾂj温 温

言 三 百　　］≒　ｽ ﾌ゙ 高゚ 輿

ｺヸごづご　　ﾌ⊇゙　言三 農

四　 上　 ］、? 卜 し

－
万万

所

在

地

田 堀 古　　 池　 田 北 梁

中　 畑　　 上　 辺 沢 永

秀 束　　 房　　 千

靖 臣 逸　　 男　 信 秋 実

代

表

者

名

一　　　　 Ｊベ　 ニ　　 ベ

○　　 ○　　 ○　 六　　 二
〇 五 〇　　 〇　 〇 五 〇

〇 〇 〇　　 〇　 〇 〇 〇

箪

資

ﾚ

ｶﾞ

金

一
三 一　　　 四　　 一
九 〇 四　　 四　 五 五 七

従

業

員

数

生 テ 脱 セア硫 事コ コ プ
コ １ 息 ラル酸 務 ン ン ラ
ン ブ 剤 ミミア 機ピ ク ス
ク ル　｀ ツナル 用 ュ リ チ
ジ ク 土 クホミ ゴｌ　ｌ　ツ

｜　口
壌 スワニ ムタ ト ク

ト ス 改 材 イュ ロｌ ブ 再
｀　　良　 勺り　 ｊ用 口 生
ヒ　 剤 無 ｀ム ラゴ ツ 処
ュ　　　 機 夕 ｀ ｜ム ク 理

１　　　　エイ明　 口　｀

ム　　　
業パ馨　　Ｉ　Ｕ

管　　　 薬ﾂ 類　 ラ 学

｀　　　 品 ク　　 ｌ 溝
Ｕ
字
溝

主
要
製

品
又

は
事
業
名

㈹
　
村
内
の
大
工
場
（
昭
和
五
八
年
現
在
従
業
員
五
〇
人
以
上
）

１
　
大
明
化
学
工
業
株
式
会
社

昭
和
二
一
年
八
月
　
北
殿
に
工
場
設
立
　
白
土
よ
り
浄
水
剤
及
び
製
紙
サ
イ
ズ

剤
の
硫
酸
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
製
造
開
始
。
ま
た
、
ア
ル
ミ
資
源
を
原
料
と
す
る
無

機
薬
品
も
製
造
し
て
き
た
。

二
五
年
　
研
究
所
を
開
設
し
て
新
製
品
の
開
発
に
努
め
る
。
翌
二
六
年
に
は
硫

酸
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
規
格
制
定
に
よ
り
白
土
を
原
料
と
す
る
製
造
は
採
算
が
と
れ
な

く
な
っ
て
中
止
し
た
。

三
八
年
一
〇
月
　
合
成
宝
石
の
原
料
の
新
製
品
工
業
化
に
成
功
。

四
一
年
九
月
　
　
浄
水
剤
「
タ
イ
パ
ッ
ク
」
を
開
発
し
特
許
を
獲
得
。

四
三
年
四
月
　
　
東
京
に
工
楊
新
設
操
業
開
始
。

五
〇
年
九
月
　
　
研
究
所
新
築
。

五
四
年
二

月
　
北
殿
工
場
を
増
設
し
て
各
種
ポ
リ
塩
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
液

体
硫
酸
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
最
新
技
術
製
造
設
備
を
導
入
。

五
六
年
九
月
、
新
技
術
開
発
事
業
団
の
委
託
を
受
け
て
高
純
度
ア
ル
ミ
製
造
法

開
発
に
着
手
し
、
五
八
年
七
月
開
発
に
成
功
し
本
格
的
に
生
産
を
開
始
し
た
。

な
お
食
品
添
加
物
申
写
真
用
ミ
ョ
ウ
バ
ン
、
焼
ミ
ョ
ウ
バ
ン
、
ア
ル
ミ
ナ
ホ
ワ

イ
ト
各
種
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
の
素
材
原
料
の
タ
イ
ミ
ク
ロ
ン
医
薬
品
の
原
料
、
消
火

器
剤
等
順
次
開
発
企
業
化
に
努
め
て
い
る
。
従
業
員
一
四
〇
名
が
働
い
て
い
る
。

製
品
は
各
都
市
の
上
下
水
道
局
、
製
紙
や
製
菓
、
イ
ン
キ
、
フ
ィ
ル
ム
等
の
製

％7
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図7-71　 大 明化学工業 株式 会社（研究所）

造
会
社
に
納
め
る
ほ
か
、
諸
外
国

に
輸
出

し
て
い
る
。
社
長

は
松
本
武
松
１
武
井

方
介
Ｉ
池
上

房
男
と
変

わ
っ
て
来
た
。

２
　

興
亜
電
工
株
式
会
社
中
央
工
場

興
亜
電
工
中
央
工
場
は
昭
和
二
六
年
四
月
南
殿
地
籍
に
設
立
さ
れ
た
。
同

南
殿

工
場

は
同

じ
地
籍
内
に
五
二
年

八
月
に
設

立
さ
れ
た
。

興
亜
電
工

は
昭
和

一
五
年
向

山
一
人
に

よ
っ
て
東
京
に
興
亜
工
業
社
を
創
立
し

て
抵
抗
器

の
製

作
を
開
始

し
た
こ
と
に
始

ま
る
。
翌

二
（

年
に
組
合
製
糸
伊
那
社

の
跡
地
に
興
亜
電
工
伊

那
工

場
を
設

立
し
、

コ
ン
デ
ン
サ
ー
の
製

作

を

開

始

し

た
。
こ
れ
は
伊
那
地
方
電
子
産
業

の
草
分
け
で

あ
る
。
戦
時
中
は
軍
需
省
監
督
工

場

の
指

定
を
受
け

て
抵
抗
器

と
コ
ン
デ

ン
サ

ー
を
製
作
し
軍

の
要
請
に
こ

た
え
て

い
た
。
終
戦

後
は
電
気
コ

タ
ツ
、
電
熱
器
、
電
気

ア
ン
カ
等
民
間

０‐
需
要
に
応

じ

る
も
の
を
一
時
期
作
っ
た
が
二
一
年
に
は
可

変
抵
抗
器

の
製

作
を
開

始
し
、

そ
の

興亜電工中央工場72図7

後
は
各
種
の
抵
抗
器
や
コ
ン
デ
ン
サ
ー
を
開
発
し
て
業
務
を
拡
張

し
て
き

た
。昭

和
二
二
年
に
株
式
会
社
と
し
、
二
五
年
に
は
社
名
を
興
亜
電
工
株
式
会

社
と
し
た
。
諸
所
に
分
工
場
を
設
立
し
中
央
工
場
や
南
殿
工
揚
は
そ
の
一
環

で
あ
る
。

現
在
（
昭
和
五
七
年
）
中
央
工
場
に
は
八
五
名
、
南
殿
工
場
に
は
一
九
名

の
従
業
員
が
働
い
て
い
る
。
な
お
家
庭
内
職
に
お
よ
そ
Ｉ
〇
〇
名
ほ
ど
に
部

品
の
製
作
を
依
頼
し
、
村
内
に
は
四
〇
名
ほ
ど
が
こ
の
仕
事
に
た
ず
さ
わ
っ

て
い
る
。

製
品
は
関
東
、
関
西
は
も
と
よ
り
ア
メ
リ
カ
や
東
南
ア
ジ
ヤ
ヘ
輸
出
し
て

い
る
。

３
　
株
式
会
社
フ
ォ
ル
テ

フ
ォ
ル
テ
は
昭
和
一
七
年
伊
那
市
に
株
式
会
社
伊
那
町
木
工
所
と
し
て
創

設
さ
れ
た
。
戦
時
下
の
当
時
は
男
子
は
軍
人
と
し
て
召
集
さ
れ
る
か
軍
需
工

場
に
徴
用
さ
れ
た
の
で
伊
那
町
の
産
業
が
不
振
に
な
る
の
を
憂
え
女
子
を
主
と
し

た
木
工
所
を
起
し
、
軍
需
産
業
の
一
環
と
し
て
兵
器
の
箱
類
を
製
造
し
た
。
終
戦

直
前
に
は
中
島
飛
行
機
の
伊
那
工
場
と
な
っ
た
が
、
終
戦
後
、
伊
那
木
製
品
工
業

株
式
会
社
と
し
て
本
村
の
塩
ノ
井
に
同
名
の
北
殿
工
場
を
作
り
主
と
し
て
精
工
舎

の
時
計
の
木
枠
を
作
る
こ
と
を
始
め
た
。

昭
和
四
三
年
に
隣
接
地
に
第
二
工
場
を
建
て
た
の
を
機
に
伊
那
町
の
工
場
か
ら

生
産
資
材
を
全
部
引
越
し
て
業
務
を
拡
張
し
、
時
計
の
木
枠
の
外
に
応
接
セ
ッ
ト

も
作
っ
た
。
五
三
年
に
は
社
名
を
株
式
会
社
フ
ォ
ル
テ
と
し
、
時
計
の
木
枠
と
ワ

イ
ビ
フ
ッ
ク
を
作
っ
て
い
る
。
従
業
員
は
最
初
の
会
社
が
伊
那
に
あ
っ
た
関
係
で

伊
那
の
人
が
最
も
多
く
、
そ
れ
に
地
元
の
人
が
加
わ
り
、
さ
ら
に
パ
ー
ト
と
し
て

地
元
の
婦
人
が
働
い
て
い
る
。

社
長
は
初
代
長
田
頼
利
、
次
が
小
池
健
吾
、
次
い
で
小
松
光
雄
と
変
わ
り
現
在

％8



第４節　商工業 の発展

は
百
㈲
博
で
あ
る
。

４
　
信
英
通
信
工
業
株
式
会
社
西
駒
工
場

信
英
通
信
工
業
株
式
会
社
は
昭
和
二
七
年
伊
那
市
に
お
い
て
電
解
コ
ン
デ
ン
サ

ー
の
製
造
を
開
始
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。

テ
レ
ビ
・
Ｖ
Ｔ
Ｒ
・
ス
テ
レ
オ

ー
テ
ー
プ
コ
ー
ダ
ー
・
ス
ト
ロ
ボ
・
電
子
計
算

機
・
自
動
販
売
機
そ
の
他
各
種
通
信
機
器
産
業
機
器
等
の
電
子
製
品
に
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
重
要
な
部
品
で
あ
る
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
箔
電
解
コ
ン
デ
ン
サ
ー
の
製
造

販
売
会
社
で
あ
る
。
西
駒
工
揚
で
は
各
種
コ
ン
デ
ン
サ
ー
。
各
種
（

イ
ブ
リ
ッ
ド

ー
Ｃ
の
製
造
を
し
て
い
る
。

製
品
は
ル
ビ
コ
ン

ー
ブ
ラ
ン
ト
で
業
界
屈
指
の
コ
ン
デ
ン
サ
ー
メ
ー
カ
ー
と
し

て
の
地
位
を
確
立
し
て
お
り
、
特
に
ス
ト
ロ
ボ
用
コ
ン
デ
ン
サ
ー
は
業
界
第
一
位

の
生
産
を
誇
る
と
自
負
し
て
い
る
。

信英通信「西 駒工場」73図7

昭
和
五
四
年
四
月
に
南
箕
輪
村

北
原
に
新
し
い
生
産
拠
点
と
し
て

西
駒
工
揚
を
建
設
し
て
操
業
を
開

始
し
た
。

こ
の
工
場
の
特
徴
は
周
囲
を
と

り
ま
く
豊
か
な
自
然
と
、
最
新
鋭

機
導
入
に
よ
り
一
貫
し
た
自
動
化

生
産
シ
ス
テ
ム
に
あ
り
社
長
登
内

英
夫
は
公
害
の
な
い
緑
の
ふ
る
さ

と
づ
く
り
を
目
ざ
し
地
域
社
会
に

少
し
で
も
貢
献
し
た
い
と
努
力
を

重
ね
て
い
る
。

支
店
・
営
業
所
・
出
張
所
を
国

内
各
地
に
持
ち
、
系
列
会
社
一
一

社
そ
の
他
海
外
に
五
社
を
有
し
て
い
る
。

従
業
員
八
〇
〇
余
名
そ
の
西
駒
工
場
に
五
〇
〇
余
名
働
い
て
い
る
。
な
お
部
品

の
製
造
は
下
請
け
に
出
し
村
内
の
相
当
数
の
人
々
が
こ
の
仕
事
に
た
ず
さ
わ
っ
て

い
る
。

５
　
信
英
蓄
電
器
箔
株
式
会
社

信
英
蓄
電
器
箔
株
式
会
社
は
昭
和
四
八
年
九
月
信
英
通
信
工
業
と
日
本
蓄
電
器

工
業
の
共
同
出
資
に
よ
り
西
川
原
の
地
に
昭
和
四
八
年
設
立
翌
四
九
年
九
月
か
ら

操
業
を
開
始
し
た
。

こ
の
社
の
製
品
は
ア
ル
ミ
電
解
コ
ン
デ
ン
サ
ー
メ
ー
カ
ー
に
使
用
さ
れ
て
い
る

電
極
ア
ル
ミ
箔
で
あ
る
。
こ
れ
は
電
気
容
量
を
得
る
た
め
の
電
子
部
品
で
ア
ル
ミ

電
解
コ
ン
デ
ン
サ
ー
は
各
種
電
源
の
整
流
部
、
各
種
電
子
回
路
の
増
幅
部
等
に
使

用
さ
れ
る
電
気
機
器
の
構
成
上
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
部
品
で
あ
る
。
し
た
が
っ

信英蓄電気箔工業株式会社全景74図7

て
ア
ル
ミ
電
解

コ
ン
デ
ン
サ
ー
は
テ

レ
ビ
や

オ
ー
デ
ィ
オ
機
器
や
コ

ン
ピ

ュ
ー
タ
、

マ
イ
コ
ン
、
ワ

ー
ド
プ

ロ

セ
ッ
サ
電
子
複
写
機
等

の
Ｏ
Ａ
機
器

を
け
じ
め
産
業
用
機
械
、
自
動
車
等

の
あ
ら
ゆ
る
電
子
回
路
に

広
く
使
用

さ
れ
て

い
る
。
そ

の
他

カ
メ
ラ

の
ス

ト

ロ
ボ
フ
ラ
ッ

シ
ュ
や
小
型
モ

ー
タ

ー
な

ど
に
も
使
用
さ
れ
、
そ

の
使
用

範
囲
は
し

だ
い
に
拡
大
し
て

い
る
。

急
速
に
進
む

エ
レ
ク
ト

ロ
ニ
ク
ス
時

代
に
大

い
に
期
待
さ
れ
る
産
業
で
あ

る

。工
場
は
四
九
年
以
後
拡
張
、
社
長

夕印
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登
内
英
夫
副
社
長

永
田
伊
佐

也
、
従
業
員
数

一
七
〇
余
名
で
生
生
発
展
し

つ
つ
あ

二
　

戦

後

商

業

の

発

展

】
」
　
商
業
発
展
の
概
要

昭

和
二
〇

年
八
月

一
五

日
、
戦
争

は
終

っ
た
が
経
済
統
制

は
さ
ら
に
続

い
た
。

品

物
の
公
定
価
格

は
定

ま
っ
て
は
い
て
も
敗
戦

の
混
乱
に
乗

じ
て
い
わ
ゆ
る
闇

物

資
が
出
回

り
闇
価
格
で
取
引

き
さ
れ
る
も

の
が
多

か
っ
た
。
二
〇
年
九
月
発
表

の
長

野
県
公
定
価
格

を
み

る
と
、
米

一
俵
（
六
〇
㎏
）
六
〇
円
、
果
物
や
野
菜

の
一

貫

匁
あ
た
宍

り
ん
ご
上
物
三
円
、
梨
二
円

六
〇
銭
、
柿
一
円
九
〇
銭
、

カ
ボ
チ

ャ
一
円
三
〇
銭
、
大
根

七
五
銭
、

ゴ
ボ
ウ

ー
円

九
五
銭
で

あ
っ
た
が
闇
価
格

は
そ

の

Ｉ
〇

倍
以
上
で
取
引

さ
れ
る
も

の
も

あ
っ
た
。
一
〇
月

の
発
表
に
よ

る
と
甘
藷

の
供
出
値
段

一
貫
匁
五
〇
銭
配
給
値
段
五
八
銭
と

い
う
こ
と
で
あ

る
も

の
が
、
闇

値

は
七
～

八
円

か
ら

コ

ー～
三
円
も
す

る
し
、
米
一
升
は
公
定
価
格
七
五
銭
が
そ

の

Ｉ
〇

倍
も
し

て
取
引

き
さ
れ
る
と

い
う
状
態
で

あ
っ
た
。
農
家

は
供
出
量
を
割

り
当

て
ら
れ
、
自
家
保
有
米
も
厳
し

く
定

め
ら
れ
て

い
た
。
農
家
以
外

の
者
は
割

当

て
食
糧

だ
け
で

は
足

り
ず
農
家

へ
買

い
出
し
に
行

き
、
金
以
外

の
衣
料
そ

の
他

の
物
と
、
米
や
芋

な
ど
と
交
換

す
る
こ
と
が
行

な
わ
れ
、
持

っ
て
い
る
物
を
し

だ

い
に
持

ち
出

す
の
で
竹

の
子
生
活
で
や

っ
と
生
命

を
保

つ
と

い
う
こ
と
が

い
わ
れ

る
時

が
続

い
た
。

し

か
し
、
戦
後

の
混
乱
が

お
さ
ま
り
二
四
年
に
は
よ
う
や
く
甘
藷
、

ゴ
ム
製
品

が
統
制

を
外

さ
れ
、

つ
い
で
二
五
年
に
は
木
炭
、
魚
類
、
綿
製
品
、
肥
料
な
ど

の

統
制

が
撤
廃

さ
れ
六
月
朝
鮮
動
乱
が
勃
発
す
る
と
る
と
ぼ

つ
ぼ

つ
商
店
に
商
品
が

現

れ
る
よ
う
に
な
り
、
村

の
商
店
も
再
開
さ

れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
の
年
農
協
や
「
俵
屋
」
で

は
肥
料
取
扱

い
の
許
可

を
得
て
肥
料

の
販
売
を
始

め
た
。

長
野
県
登
録
第
一
九
九
号

指
定
肥
料
取
扱
業
者

昭
和
二
五
年
一
月
一
日
認
可

南
箕
輪
村
四
九
四
三
番
地

有
　

賀
　

益
　

雄

昭
和
三
〇
年
代
に
な
る
と
国
民
生
活
は
し
だ
い
に
安
定
し
四
〇
年
代
に
な
る
と

物
資
は
豊
富
に
な
る
と
共
に
日
本
各
地
に
総
合
食
品
販
売
店
と
し
て
の
ス
ー
パ
ー

店
が
現
れ
、
大
資
本
と
提
携
し
た
専
門
店
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

昭
和
四
四
年
に
は
北
殿
の
吉
村
商
店
や
藤
吉
屋
商
店
が
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
チ
ェ
ー

ン
の
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
店
と
な
り
、
さ
ら
に
こ
の
両
店
は
五
四
年
に
な
る
と
オ
ラ

ン
ダ
に
本
部
が
あ
り
全
国
的
に
連
鎖
店
を
持
つ
ス
ノ
ー
の
店
と
な
っ
た
。
そ
の
他

の
商
店
も
ま
た
大
資
本
の
特
約
店
と
な
る
な
ど
時
代
の
流
れ
に
遅
れ
ま
い
と
す
る

状
況
に
な
っ
た
。
四
〇
年
代
後
半
か
ら
五
〇
年
代
に
か
け
て
商
店
や
飲
食
店
が
急

速
に
増
加
し
、
店
舗
の
姿
も
近
代
的
な
装
い
を
こ
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
増

加
の
状
況
は
商
工
会
の
発
展
の
項
に
述
べ
る
。

農
協
は
三
五
年
八
月
か
ら
各
家
庭
へ
の
配
置
購
買
を
実
施
し
、
三
九
年
九
月
か

ら
は
移
動
購
買
車
の
巡
回
を
始
め
販
売
を
手
広
く
行
な
う

よ
う
に
な
っ
た
。
一

方
、
有
線
放
送
で
の
宣
伝
も
盛
ん
に
行
な
い
一
般
商
店
と
競
合
し
て
い
る
。

昭
和
五
八
年
八
月
村
と
村
消
費
者
の
会
が
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
を
ま
と
め

た
と
こ
ろ
、
村
民
が
村
内
商
店
を
利
用
し
て
の
消
費
は

た
っ
た
二
六
・
六
四
％

で
、
し
か
も
二
三
年
の
調
査
の
と
き
よ
り
も
四
・
五
％
減
少
し
て
い
た
。
こ
の
よ

う
に
村
外
で
の
買
物
が
多
く
な
っ
た
の
は
近
隣
の
市
町
に
大
型
店
が
で
き
た
こ
と

と
、
自
家
用
車
が
普
及
し
た
こ
と
に
よ
る
影
響
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

中
央
道
西
宮
線
の
開
通
や
本
村
を
通
る
道
路
の
事
情
が
良
く
な
る
に
伴
い
本
村

工
業
の
発
展
が
目
ざ
ま
し
く
、
人
口
も
年
を
追
っ
て
増
加
の
傾
向
に
あ
る
か
ら
商

業
活
動
は
い
っ
そ
う
活
発
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

生
活
様
式
が
近
代
的
に
な
り
、
物
資
が
多
様
か
つ
豊
富
に
な
り
、
商
店
の
種
類

夕加
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も
多
く
な
り
つ
っ
あ
る
。
と
く
に
自
動
車
等
の
乗
り
物
関
係
の
商
店
が
増
え
、
ガ

ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
な
ど
は
近
代
商
業
の
一
特
徴
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
「
俵
屋
」

が
三
四
年
に
ス
タ
ン
ド
を
開
業
し
、
農
協
も
続
い
て
開
業
し
た
。
そ
の
ほ
か
四
ス

タ
ン
ド
が
次
々
に
開
業
し
た
。
ま
た
、
モ
ー
タ
ー
バ
イ
ク
や
自
動
車
の
販
売
、
修

理
牛
車
の
部
品
販
売
の
大
手
会
社
の
代
理
店
が
で
き
た
り
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
配
送
セ

ン
タ
ー
な
ど
が
で
き
た
り
、
ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
等
も
で
き
た
。

従
来
、
村
内
消
費
者
を
顧
客
と
し
て
き
た
商
店
の
ほ
か
に
商
業
範
囲
が
他
市
町

村
に
及
び
、
さ
ら
に
は
一
般
通
行
の
乗
用
車
や
ト
ラ
ッ
ク
の
乗
員
ま
で
が
客
と
な

』
‥
　
村
内
商
業
名
鑑

（
昭
和
五
八
年
版
『
長
野
県
商
業
名
鑑
』
よ
り
。
昭
和
五
七
年
六
月
一
日
現
在
）

１

つ
て
、
一
般
家
庭
も
社
会

の
生
活
が
近
代
化
す
る

の
に
こ

た
え
得
る
商
業
へ
と
、

村

の
商
業

は
変
貌
し

つ
っ
あ
る
。

戦
後
本
村

の
商
店
数

の
増
加

の
状
況
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

表7-50　 本村商店 数

の増加

商

店
数

年

度

28

30

45

48

56

56

71

80

106

108

昭和
30

31

35

39

42

44

51

52

55

57

（
従
業
者
数
五
人
以

上
の
事
業

所
　
従

業
者
数

Ａ
：
主

～
一
〇

人
・
Ｂ
：
△

一
～
一
五
人
・
Ｃ
：
△

六
～
二
〇

人
・
Ｄ
・：
二
一
大

二
〇

人

Ｉ
Ｈ
：
七

一
～

一
〇
〇

人
）

卸

売

業

(全国統計調査表お

よび上伊那 郡市勢要

覧による)

ブ フ 上 国 岡 伊 ㈲ ㈲
リ ジ 屋 興 野 那 伊 ア
ジ ヤ 薬 工 薬 電 那 ル

ス
機 品 業 品 装 松 プ

ト エ ㈱ ㈱ ㈱ ㈱ 柏 ス
ン ㈱　 伊　　　　 商

夕　　　 那　　　　 会
イ　　　 営　　　　 伊

ヤ　　　
業　　　　　 那

長　　　 所　　　　　 営

野　　　　　　　　　
業

販　　　　　　　　　 所
売

㈱

事

業

所

名

支 単 支 支 支 単 単 支 本恚

神 神 久
田 田 神 沢 南

子 子 保 畑 畑 子 尻 殿
柴 柴　　　　 柴

七 七 八 六 六 七 九
四

二 四 四 二 五 五 四 九
四 〇 ｜ 七 五 七 一 二
○ 八 一 四 二 〇 〇 六

｜　｜　　 ｜
一 二　 三

所

在

地

八　 四 八 五

○ 九 五 〇 〇 四 一 九
○ 八 〇 〇 〇 五 〇 〇
○ ○ ○ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

資

本

孚

巴金

Ｂ　Ｂ　Ａ　Ｃ　Ｃ　Ｂ　Ｂ　Ａ 誰
自 さ 医 工 医 工 荒 自
動 く 薬 作 薬 ア 物 動

車 岩 品 機 品 コ　｀車
部 機　 械　 ン 他 部

品 セ　　 ｀　　｀ の 分
パ　 エ　 バ 化

レ　 具　　 ツ 学
１　　　　 テ 製

タ　　　　　 リ 品
１　　　　　 １　｀

｀ 紙

電
装
品

主

要

販

売

商

品

名

２
　

織
物

・
衣
服
・

身
の
回
り
品
小
売
業

事
　
　

業
　
　

所
　
　

名ｉ

㈲
長
田
百
貨
店

日
本
染
色
㈱

本
支
店

単 単

所
　
　

在
　
　

地

―

北

殿
　

三
七
一
七

神
子
柴

八
九
九
六

資
　
　

本
　
　

金
七
〇

五
五
〇

Ａ Ａ

主
　
要
　

販
　

売

呉
服

、
和
装
晶

そ
の
他

紳
士
服
、
婦
人
服

晶
　

名

971
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３
　

飲
食
料
品
小

売
業

事
　
　

業

倉
田
豆
腐
店

㈲
藤
吉
屋
商
店

絢
吉
村
商
店

４
　

自
動
車
・
自
転
車
小

売
業

所

名

本
支
店

単 単 単

所
　
　

在

北
殿

北
殿

北
殿

四
三
四
六

四

七
四
六

三
三
九
四

地

資
　
　

本

金

一
〇

〇

二

〇

Ａ　Ａ　 Ａ

主
　
要
　

販
　

売
　
商
　

品
　

名

豆
腐

鮮

魚
・
調
味
料
・
果

物

調
味
料
・
鮮

魚
・
乾

物

ョ ㈲ ㈲ ㈲ 日 長 卜 東 有
コ 丸 堀 堀 産 野 ョ 邦 賀

夕 源 越 越 プ ト ク オ モ

㈱ 自 サ サ リ
ョ カ　１　１

伊 動 イ イ ン ペ ロ ト タ

那
車 ク ク ス ッ ｜ 販 ｜

自
エ ル ル 松 ト ラ 売 ス

動 業 セ セ 本 ㈱ 南 ㈲
車　 ン ン 販 伊 信

タ タ 売 那 ㈱
１　１ ㈱ 営 伊

伊 業 那

那 所 営

営　　 業
業　　 所
所

事

業

所

名

支 単 支 本 支 支 支 単 単 本壽

久 田 神 北 神 神 神 神 南

保 畑 子 殿 子 子 子 子 殿
柴　 柴 柴 柴 柴

九 五 七 三 七 六 七 七
四

二 九 二 七
四 四 四 五 七

四 七 九 一 〇 五 〇 七 九
｜ 二 １ ハ ニ ー 四 四 二
一 ｜ 一　　　　　 ｜

一　　　　　　 一

所

在

地

九 一　　 九 三 四

八 五 一 一 九
〇 八 一

〇 〇 一 一 五 〇 〇 五
Ｏ Ｏ 五 五 〇 〇 〇 〇

資

本

金

Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ 該

乗 乗 自 自 乗 乗 乗 乗 乗
用 用 動 動 用 用 用 用 用
車 車 二 二 車 車 車 車 車
｀　` 輪 輪　｀　` 　` 　`

ト ト 車 車 ト ト ト ト
ラ　ラ　　`　` 　ラ　ラ　ラ　ラ
ッ ッ 乗 自 ッ　ッ　ッ　ッ

ク ク 用 転 ク タ ク タ
｀　` 車 車　｀　　 ｀
部 自　｀　 白　 自
品 動 自　 勣　 動

車 転　 車　 車
部 車　 部　 部
晶　　　 品　　 晶

主

要

販

売

商

品

名

５
　

家
具
・
建
物
・
じ

ゅ
う
器

類

事
　
　

業

ソ

ヤ
エ
業

㈱

６
　

そ
の
他
の
小

売
業

事
　
　

業

所
　
　

名

所
　
　

名

イ
ナ
ガ
ス
㈱

㈲
伊
那
北
工
機
商
会

伊
那
農
協
ガ
ス
配
送
セ
ン
タ
ー

本
支
店

単
本
支
店

支 単 単

所
　
　

在

塩

ノ
井
三
二

七
三

地

所
　
　

在
　
　

地

神
子
柴

七
二
四
一

神
子
柴

七
七
三
一
１

一

神
子
柴

七
二
四
〇
－

二

資
　
　

本
一

資
　
　

本
一
、

金

Ｏ

Ｏ

Ｏ
金

Ｏ
Ｏ
Ｏ

五

六
〇

主
　

要
　

販
　

売
　

商
　

品
　

名

ＡＢ　 Ｂ　Ｄ

家
具
、
じ
ゆ
う
た
ん
、

カ
ー
テ
ン

主
　

要
　

販
　

売
　

商
　

品
　

名

プ

ロ
パ
ン

ガ
ス
、

ガ
ス
器
具

農
機
具
そ

の
他
工
機

プ
ロ
パ
ン

ガ
ス

卯2
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伊

那
農
協
南

箕
輪

事
業
所

㈱
扇
屋
商
店

尚
中
川
新
聞
店

南
信

ヤ
ン

マ
ー
販
売

㈱

支 単 支 支

南
殿
　

四
九
三
六

神
子
柴

七
三
〇
四

ｍ

畑
　

七
三
八
六

北
原
　

八
二
八
八

三
　

商
　

工
　

会

南

箕

輪

村

商

工

会

（
任
意
団
体
）
　
昭

和

二

八

年

村

内

商

工

業
関

係

者

が
集

ま

っ

て
任

意

団

体

と
し

て

の
商

工

会

を
結

成

し

た

。

発

足

当

時

の
会

員

数

は
三

八
名

（
商
業
関
係
二
八
、
工
業
関
係
四

、
土
建
業
関
係
四

、

そ

の
他
二
）

で

あ

っ

た

。
昭

和

二

九
年

度

の
事

業

計

画

書

を
見

る

と

次

の

コ

ー項

目

を
挙

げ

て

い

る

。

郡
下

商

工

業

者

大

会

参

加

、

商

工

活

動

啓

蒙

宣

伝

、

会

報

の

発

行

、

工

揚
誘

致

、

交

通

運

輸

強

化

運

動

、

会

員

活

動

助

成

、

商

工

祭

、

物

産

展
示

会

、

従
業

員

慰

安

、

観

光

研

究

、

講

演

講

習

会

の
開

催

、

工

業

技

術
研

究

等

。

こ

の
よ

う

な

計

画

と

意

気

ご

み

で

あ

っ
た

が

初

め

は
、

会
員

相

互

の

親

睦
、

情

報

交

換

な

ど

が

主

で

、
順

次

本

格

的

な

活
動

を

す

る

よ

う
に

な

っ

た

。

南

箕

輪

村

商

工

会

（
法
人
）
　
昭

和

三

五
年

六
月

「
商

工

会

組

織

等

に

関

す

る
法

律

」

が

制

定

さ

れ

た

の

で
、

同

年

一
〇

月

二

二
日

従

来

の
任

意

商

工

会

を
解

散

し

て

新

た

に

法

制

に

の

っ
と

っ
た

「
南

箕

輪

村

商

工

会
」

を
設

立

す

る

こ

と

に

な

り

、

翌

三

六

年

五

月

法

人

と

し

て

登
記

し

た

。

そ

の

と

き

の
目

的

と

し

て
掲

げ

た

と

こ

ろ

は
次

の
と

お

り

で

あ

っ
た

。

村
内

に
お
け
る
商

工
業
界

お
よ
び
一
般
村
民

の
公
正

な
世
論

を
結
集
し
、
あ

わ
せ
て
社

会
一
般
の
福
祉
に
資
し
、
も
っ
て
わ
が
村
経

済
の
発
展

に
寄
与

す
る

発

足

当

初

は
親

睦

、

情

報

交

換

等

で

あ

っ
た

が

三
〇

年

度

か

ら
商

店

で

は
利

用

者

の
購

買

金

額

に

応

じ

一

〇

〇
円

に

つ
き

一

枚

ず

っ

の

サ

ー

ビ

ス
券

を
出

す

よ

う

に

な

っ
た

。

初

め

の
う

ち

は

そ

の

枚

数
に

よ

っ
て
、

映
画

館

の

入
場

券

を
出

し

た

四
、
五
〇
〇

六
〇
〇

七
〇
〇

Ａ　 Ｈ　 Ａ　 Ｃ

肥
料
、
飼
料
、
農
械
具

ガ
ソ

リ
ン
、
燃

料
、
農

械
具

新
聞

農
械
具

り
、
観
光

ホ
テ

ル
に
招
待

す
る
と
か
、

温
泉
や

旅
行
に
招
待

す
る
な

ど
し

た
。
し

か
し
現
在

は
そ
の
枚
数
に
応

じ
た
購

買
券

を
発
行

す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

三

六
年
法
人
と
し

て
認

め
ら
れ
て
か
ら
は
小
規
模
事
業
指
導
補
助
費
が

つ
く
よ

う
に

な
り
、
金
融
、
税
務
に
関

す
る
指
導
事
業

を
開
始
し

た
。
初

め
の
う
ち
は
宮

田
村
商
工
会
と
兼
務
指
導
員
に

よ
っ
た
が
四
二
年
に
専
任
指
導
員
が
置
か
れ
る
よ

う
に

な
犬

六
〇
年
に

は
増
員
し
二
名
と
な
り
本
格
的
な
商
工
業
振
興
の
た
め
の

経
営
改
善
指
導
事
業
が
実
施

さ
れ
る
よ

う
に
な

っ
た
。

現
在
（
昭
和
六
〇
年
一
月
）
は
事
務
局
長
、
経
営
指
導
員

、
補
助

員
、
記
帳
職
員

の
五
名

が
常
在
し
て
業
務

の
遂
行
に
当

た
っ
て

い
る
。

現
在
商
工
会
の
商
業
部
、
工
業
部
、
建
設
業
部
お
よ
び
青
年
部
、
婦
入
部
を
お

い
て
そ

れ
ぞ
れ
活
動
し
て

い
る
。
そ
の
お
も
な
事
業
は
経
営
改
善
事
業

と
し
て
は

金
融
経
理
、
税
務
等

の
指
導
、
各
種
講
習
、
講
演
会
の
開
催
等
を
行

な

っ

て

い

る
。
ま

た
、
従
業
員
表
彰
、
会
員
家
族
慰
安
事
業
等
に
よ
っ
て
団

結
と
親
睦
を
図

る

た
め
の
レ
ク
リ

エ
ー

シ
ョ
ン
を
行
な
っ
た
り
、
地
域
商
工
業

振
興
に
つ
い
て
行

政
庁
に
具
申
す
る
等
の
諸
事
業
を
行
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
昭

和
五
八
年
度

の

指
導
、
あ

っ
せ
ん
回
数
は
表
7
1
5
2
8
5
4の
と
お
り
で
あ
る
。

会
員
増
加
状
況
は
表
７
－
5
1
の
よ
う
で
あ
る
。

表
7
1
5
1
　商工
会
会
員
の
増
加
状
況

会

員

数

年

度

一一一
八 人

一一
八年

四

六

一一
一○

五
一

－一
一
五

九
八

四
○

一

一一
一
八

四

五

一
九
一

五
○

一
一四

一一
五
五

一
一八

七

五

九

卯J



表7-52　 相談指導 件数

第７章　新しい南 箕輪

(昭和59年度)

業　 種　 別

指　導

対　象

企業数

巡　　 回　　 指　　 導
指　導

対　象

企業数

窓口指 導（通信，電話等 も含む）

金

融

税

務

経

理

経

営

労

働

取

引

そ

の
他

計
金

融

税

務

経

理

経

営

労

働

取

引

そ

の
他

計

製　 造　 業

建　 設　 業

小　 売　 業

卸　 売　 業

サ ー ビ ス 業

そ　 の　 他

43

25

41

11

23

14

23

6

25

5

33

11

16

3

4

18

14

30

1

20

6

17

1

４

２

19

3

14

5

125

45

123

24

56

48

51

1

27

170

138

1.33

1

49

49

40

23

26

９

４

４

５

25

19

9

4

11

11

17

2

11

1

７

３

３

３

282

215

189

1

90

計 120 66 74 23 63 44 ６ 41 317 183 491 138 22 57 41 12 16 777

表7-53　 講習会等の開催による指 導（指導回数及び人数） (昭和59年度)

区　分
指　導
対　象
企業数

金　 融 税　　務 経　 理 経　　 営 記帳継続 労　　 働 そ の 他 計

回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回 数 人数

集 団指導

個別指導

142

116

５

６

153

250

６

３

96

85

２ 29

８ 62

２ 37、 ５ 97 20

17

412

397

計 258 11 403 ９ 181 ２ 29 ８ 62 ２ 37 ５ 97 37 809

表7-54　 金融のあ っせん・推 せん状況 (昭和58年度)

区　　　　　 分 あ っ
せ ん ・

推 せ ん 件 数
貸　付　件　数 あっせ ん・推せ

ん額　　汗 円）
貸付額（千円）

国民金融

公　 庫

一 般 ・ 特 別

圏 一 Ｉ 資 金

圏 － Ｈ 資 金

計

12

26

2

40

11

26

2

39

60,500

47,400

6,800

114,700

53,500

47,400

6,800

107,700

そ の 他

環 境 金 融 公 庫

県 制 度 資 金

市町村制度融資

商 工 貯 蓄 共 済

そ の他金融機関

計

15

19

4

38

15

17

4

36

69,100

38,500

23,000

130,600

69,100

33,500

23,000

125,600

合　　　　　 計 78 75 245,300 233,300

泥 々
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五
九
年
度
会
員
の
う
ち
商
業
部
一
二
〇
工
業
部
八
八
建
設
業
部
七
九
計
二
八
七

こ
の
よ
う
に
会
員
数
は
年
々
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
が
本
村
の
商
工
業
者

中
の
小
規
模
事
業
者
は
表
７
－
5
5
の
と
お
り
で
、
ち
な
み
に
商
工
事
業
所
数
は
三

七
一
下
、
商
工
会
に
入
会
し
て
い
な
い
事
業
所
が
相
当
数
あ
る
。

表
７－
5
5
　小
規
模
事
業
所
の
内
訳

事
業
所
数

業

種

九

八

建

設
業

九
六
ミ

一
一
○

卸
小

売
業

四

不
動
宗

．ｌ．
ノペ

通運
信
業輸

四
一

スサ
１

業ビ

一一
一五

五

合

計

し

か
し
小
規
模
事
業
者
で
入
会
し
て

い
な

い
業
者
に
対
し
て
も
希
望
が
あ
れ
ば

相
談
や
指
導

あ
っ
せ
ん
に
応
じ
て

い
る
。

会
　

館
　

南
箕
輪
村
商
工

会
は
発
足
当
時
村
公
民
館
に

事
務

所
を
置

い
た
が
四

三
年
に
北
殿
駅
旧
官
舎
跡
地

の
払

南箕輪村商工会館（昭和57.10 落成）75図7

い
下
げ
を
受
け
、
同
年
コ

ー月
商

工
会
館
を
建
設
し
て
そ
こ
へ
移
っ

た
。
会
員
数
が
年
を
追
っ
て
増
加

し
た
の
で
四
八
年
に
増
築
し
た
。

表
７
－
5
1
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

会
員
は
増
加
し
、
駐
車

場
の
不

備
、
建
物
の
老
朽
化
、
手
狭
等
に

よ
り
新
会
館
建
設
の
要
望
が
高
ま

り
関
係
各
方
面
の
協
力
援
助
を
得

て
五
七
年
五
月
現
在
地
に
着
工
一

〇
月
落
成
し
た
。

第
五
節
　
新
し
い
生
活

一
　

公

民

館

活

動

‥｛
｝
　
公
民
館
の
誕

生

終
戦

の
混
乱

か
ら
立
ち

あ
が
り
、
新
し

い
日
本

の
進
む
べ
き
道
を
示
し
た
民
主

的
な
新
憲
法

の
公
布
を
み
た
の
が
昭
和
二
一
年
一
一
月
三
日
、
施
行
さ
れ
た
の
が

翌
二
二
年
五
月
三
日
の
こ
と
で
あ
る
。
新
憲
法
の
精
神
を
ふ
ま
え
、
新
し
い
国

づ

く
リ
・
村
づ
く
り
の
方
途
と
し
て
公
民
館
の
設
置
と
そ
の
教
育
が
要
請
さ
れ
て
き

た
。す

な
わ
ち
、
昭

和
二
一
年
七
月

文
部
次
官
通
牒
「
公
民
館

の
設
置

・
運
営
に

つ

い
て
」

が
発

せ
ら
れ
、
隣

の
旧
伊

那
町

で
は
昭
和
二
二
年
四
月
上
伊
那
図
書
館
内

に
公
民
館

を
開
設

し
て
い
る
。
『
長
野
県
社
会
教
育
史
』

に
よ

る
と
、

長
野
県
で

は
次
官
通
牒
に
荼

づ
き
、
同
年

九
月
各
町
村
自
治
体
に
民
主
主
義

の
実
際
訓
練

を

与

え
、
科
学
思
想

の
普
及
、
平
和
産
業
振
興

の
基
礎

づ
く
犬

そ
し
て
新
日
本
建

設

の
た
め
の
郷
土

の
教
育
・
交
友
・
産
業
と

を
一
体
化
す

る
中
枢
機
関
と
し
て
の

公
民
館

を
設
置

す
る
よ
う
「
町
村
公
民
館

の
設
置

並
び
に
運
営
に

つ
い
て
」

の
教

育
民

生
・
内
務
部
長
連
名

の
通
牒

を
出
し

て
い
る
。

そ
の
内
容

の
項
目

は
次

の
と

お
り
で

あ
る
。

町
村
公
民
館
の
設
置
並
び
に
運
営
に
つ
い
て

（
昭
二

丁

九
・
九
）

町
村
公
民
館
の
設
置
運
営
要
項

べ

公
民
館
の
趣
旨
及
び
目
的

二
、
公
民
館
運
営
上
の
方
針

三
、
公
民
館
の
設
置
及
び
管
理

四
、
公
民
館
の
維
持
及
び
運
営

卯5
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五
、
公

民
館
の
編
成
及

び
設

備

六
、
公
民
館

の
事
業

○
　

教
養
部
　
　
　
　

Ｏ
　

図
書
部

四
　

集
会
部
　
　
　
　

㈲
　

そ
の
他

の
事
業

七
、
公
民
館
設
置

の
手
続
き

八
、
公
民
館

の
指
導

九
、
備

考

臼
　

産
業

部

（
役
場
文
言

こ
の
構
想
が
各
地
区

の
公
民
館
設

立
へ
の
大

き
な
指
針
に
な
り
、

そ
れ
ぞ
れ
準

備
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
づ
い
て
昭

和
二
四
年
六
月
社

会
教
育
法

が

公

布

さ

れ
、
目
的
・
組
織
・
設
備
・
予
算
・
運
動

方
針
・
管

理
者

等
が
明

確
に
示

さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
、
各
町
村
は
そ
れ

ぞ
れ
公
民
館
設
置
条
例
・
同
公
民
館

規
程
・
同

運

営

審
議

会
規
則

・
同

分
館
規
定

等

村 公 民 館図7-76

を
制
定
し
て
活
動

を
開

始
し
た
。

本
村
に
お
い
て
は
、
昭

和
二
五

年
七
月
七
日
「
南
箕
輪
村
公
民
館

設
置
条
例
」
が
は
じ
め
て
議

決
公

布
さ
れ
て

い
る
。
各
区

に
お

い
て

は
こ
れ
を
機
に
従
来
よ
り
あ

っ
た

公
会
所
・
農
協
・
学
校
等
を
利
用

し

て
公
民
館
活
動
か
は
し
ま

っ
た
。

村
に
お

い
て
は
役
場
内
に
事
務
所

を
設
置
し
、
当
面
集
会
施
設
が
な

か
っ
た
た
め
、
隣

の
農
協

の
二
階

大
広
間
・
学
校
裁
縫

室

等

を

借

用
、
公
民
館
関
係

の
諸
会
合
・
催

し

等

に

使

用

し

て

い
た

。

当

村

は

村

理

事

者

が
公

民
館

長

を
兼

ね
、

主

事

一
名

が

実

際

の
仕

事

に

あ

た

っ

た

。

当

時

の
「

公

民

館

設

置

条

例

」

及

び

「

公

民

館

館

則

」

は

次

の

よ

う

で

あ

る

。

南
箕
輪
村
公
民
館
設
置
条
例

第

一
条
　
本
村
に
公
民
館
を
設
置
す

る
。

第

二
条
　
こ

の
公
民
館

は
南
箕
輪
村
公
民
館
と
称
し
、
事
務
所
を
南
箕
輪
村

役

場

に

置

第
三
条
　
公

民
館
に
左
の
分
館

を
置

く

久
保
分
館
　

塩
ノ
井

″

大

泉

″

北
殿

″

南
殿
分
館
　
田

畑

″

神
子
柴

″

沢
尻

″

南
原

″

分
館

の
運
営
は
別
に
之
を
定
め
る

第
四
条
　

公
民
館
は
教
育
委
員
会
が
設

置
さ
れ
る
ま
で
村
長

が
管

理
す
る

第
五
条
　

公
民
館
に
左
の
職
員
を
置

く

館
長
一
名
　

副
館
長
一
名
　

主
事
一
名
　

書
記

一
名

第
六
条
　

公
民
館

の
経
費
は
村
費
、
補
助
金
そ
の
他
を
も
っ
て

こ
れ
に
あ
て

る

第

七
条
　

公
民
館
運
営
審
議
会
委
員

の
定
数
は

Ｉ
〇
名
以
内
と
し
、
任
期
は

一

年

と

す

る
。
委
員
が
そ

の
職
務
を
行
な
う
た
め
に
必
要

な
費
用

弁
償
の
額

は
南
箕
輪
村

費
用
弁
償
額
報
酬
額
支
給
条
例
に
よ
り
支
給
す
る

第

八
条
　

本
条
例

の
実
施
に
必
要
な
細
川
は
別
に
こ
れ
を
定
め
る
本
条
例
は
公

布
の
日

か

ら
施
行

す
る

昭
和

二
十
五
年

七
月

七
日
　

議
決

○
南
箕
輪
村
公

民
館
館
則

第

一
条
　
本
館

は
南
箕
輪
村
公
民
館

と
称

し
南
箕
輪
村
役
場
に
置

き
分
館
を
各
部
落
公
会

所
に
置

く

但

し
北
原
は
久
保
分
館

に
、
大
芝

は
大

泉
分
館
に

、
中

の
原

は
沢
尻
分
館
に

当

分
の
問
含
有
す
る
も
の
と
す

卯6
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第
二
条
　

本
館

は
南
箕
輪
村

民
の
為
に
実

際
生
活
に
即
す

る
教
育
学
術

及

び

産

業
・
文

化

・
体

育
に
関

す
る
各
種

の
事
業
を
行

な
い
、
も

っ
て
村
民

の
教
養

の
向
上
、

健

康
の
増

進
、
情
操

の
純
化
を
図
り
、
生
活
文
化

の
振
興
、
社
会
福
祉

の
増
進

に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る

第

三
条
　
本
館

は
村
民

全
員
を
館
員
と
す

る

第
四

条
～
第

八
条
（
略
）

第
九
条
　
本
館

は
第
二

条
の
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
左

の
部
門
を
設
け
て
事
業
を
行
な

一
、
総
務
部
　

庶
務
会
計

二
、
教
養
部
　

文
化
講
座
・
討
論
会
・
郷
土
資
料

の
公
開
等
を
行
な
い
、
知
性

の
向
上
を
計

る

三
、
体
育
部
　

各
種

の
運
動
競
技
等
を
行
な
い
、
体
位

の
向
上
、
村

民
の
融
和

を
計
る

四
、
産
業
部
　

科
学
的
教
養
を
担
当
し
、
各
種
機
関
と
連
絡
を
密
に
し
、
各
種

産
業

の
研
究
懇
談
会
等
を
開
き
、
生
活

の
合
理
化
を
図
る

五
、
社
会
厚
生
部
　

社
会
事
業
一
般
に
つ
い
て
の
研
究
及

び
村
民
の
保
健

・
衛

生
・
授

産
援
護
の
厚

生
事
業

に
協
力

す
る

六
、
図
書
部
　

図
書
の
貸
出

・
購

入
斡

旋
・
整
備

を
行

な
い
、
教
養

の
向
上
に

資
す
る

七
、
文
化
部
　
演
劇

よ

目
楽

・
映
画

そ
の
他

の
文

芸
を
通

じ
て
民
主
的
平
和
的

な
個

性
の
向

上
を
計

る

第

一
〇

条
～
第

一
三
条
（
略
）

第

一
四

条
　

こ
の
館
則

を
変
更

す
る
に

は
公
民
館
運
営
審
議
会
に
於
て
三
分

の
二
以
上

の

承

認
を
経

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第
一
五
条
　

こ
の
館

則
は
昭
和

二
十
五
年
　

月
　

日
よ
り
施
行
す

る
　

（
役
場
文
書
）

こ

の

よ

う
に

し

て
戦

後

の
社

会

教

育

は
、

既
存

の
公

会

所

・

部

落

集

会

所

・

農

協

・
学

校

等

を
利

用

し

て
公

民

館

活

動

と

し

て

展

開

さ

れ
て

い

っ

た

。
当

時

に

お

け
る
重
点
対
象
は
青
年
・
婦
人
層
に
あ
っ
た
。
し
か
し
活
動
が
活
発
・
多
様
化
さ

れ
る
に
し
た
が
い
、
既
存
の
建
物
は
老
朽
の
上
、
し
か
も
手
狭
で
不
便
を
感
ず
る

よ
う
に
な
宍

村
費
補
助
あ
る
い
は
寄
附
金
等
に
よ
る
新
し
い
公
民
館
等
各
種
施

設
、
建
設
の
必
要
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
戦
後
の
物
資
不
足
・
経
済
状
況
の

混
乱
等
を
乗
り
こ
え
、
旧
学
校
校
舎
の
払
い
下
げ
今
村
か
ら
の
補
助
等
を
得
て
、

新
し
い
公
民
館
（
分
館
）
建
設
へ
の
機
運
が
盛
り
あ
が
っ
て
い
っ
た
。

≒
　
各
区
公
民
館
（
分
館
）
の
建
設

昭
和
二
五
年
二
月
一
五
日
村
議
会
協
議
会
に
お
い
て
、
大
泉
公
民
館
建
設
の
問

題
が
議
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
区
民
の
総
意
と
協
同
組
合
の
要
望
に
よ
る
稚
蚕
所
併

設
の
公
民
館
で
あ
っ
た
。
後
日
議
会
に
お
い
て
建
設
の
件
が
決
定
、
村
の
補
助
に

よ
る
新
公
民
館
（
分
館
）
建
設
の
第
一
号
と
な
っ
た
。
つ
づ

い
て
翌
年
塩
ノ
井
も

こ
れ
に
な
ら
っ
て
稚
蚕
所
を
兼
ね
て
の
公
民
館
を
建
設
し
た
。
年
を
追
っ
て
建
設

さ
れ
た
公
民
館
は
左
の
と
お
り
で
あ
る
。

西
中　田 神 北 沢 南 南 大 北 久 塩 大

部 込 畑 子 殿 尻 原 殿 芝 原 保 ノ 泉
地　　　　 柴　　　　　　　　　 井 公

区　μ　　μ　　μ　μ　μ　μ　μ　μ　μ　μ　μ　民
館　　　　　　　　　　　　　　　　　　 館

公

民
館

八分

館
心

り　μ　 μ　μ　μ　μ　μ　μ　μ　μ　μ　μ 篆

]だ] 言 莞 里 言 言 言 言 言 ⊇こづ
と
≒ 回⊇

年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年

建

設
年
度

鉄 木 木鋏 木 木 木 木 木 木 木 木 木 木

骨 造 造
呂

造 造 造 造 造 造 造 造 造 造

－　＿ 一 月　＿ 一 ＿ ＿ 一　＿ ＿ ＿ 一　一一　　 一　　 一　　 一　　　　 一 一
階 階 階・ 階 階 階 階 階 階 階 階 階 階

構

造

五 一 六 二 三 一 三 三 一 一 二 三 四
○ ○ 五 〇 四 六 一 二 七 〇 一 六 三

一 〇 九 〇 三 三 三 三 三 三 八 八 四
ｊ　ｊ　ｊ　ｊ ｊ ｊ ｊ ｊ ｊ ｊ ｊ ｊ ｊ

面

積

館大 中 村　　　　　　　　　　 稚 稚

と泉 込
公　　　　　　　　　　　 蚕 蚕

し
区 区 民　　　　　　　　　　　 所 所

てに 独　館　　　　　　　　　　　　　 を を
建 立 地　　　　　　　　　　 兼 兼
設 発 区　　　　　　　　　　 ね ね

・ 足　館　　　　　　　　　　　　　 る る
村　　 と

地　　 し
区　　 て

備

考

卯7
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塩

ノ
井

公

民

館

は
老

朽

化

が
激

し

く
昭

和

五

一
年

に
新

築

さ

れ

て

い

る

。

な

お
、

南

原
区

内

に
西

原

公

民

館

か

お

る

。

目
　

南

箕

輪
公

民

館

の
建

設

各
区

公

民

館

が
続

い

て
建

設

さ

れ

る
な

か
、

役

場

・
農

協

・
学

校

等

を
利

用

し

て
行

な

わ

れ

て

い

た
村

公

民

館

活

動

も

、

村

民

の
意

識

要

望

の
高

ま

り
、

活

動

の

活
発

化

等

に

よ

犬

活

動

の
中

核

と
も

な

る

べ
き

村

中

央

公

民

館

建

設

の
機

運

が

盛

り

あ

が

っ
た

。

昭

和

三

七
年

コ

ー月

議

会

に

議

案

第

四

九

号

と

し

て
次

の
よ

う

に

提

案

さ

れ
、

議

決

さ

れ

て

い
る

。

議
案
第
四
九
号

文
化
セ
ン
タ
ー
（
中
央
公

民
館
）
設
置
に

つ
い
て

南
箕
輪
に
下

記
に
よ
り
文
化

セ
ン
タ
ー
（
中

央
公
民
館
）

を
設
置
す

る
こ
と
に

つ
い
て
地

方
自
治
法
第
九
六
条
第
一
項
第
七
号
の
規

程
に
よ
り
、
議

会
の
議
決
を
求

め
る
。

記

Ｉ
設
置
の
場

所
　
南

箕
輪

村
字

桜
香

丘
四

、
八
〇

二
番
地

２
名
　

称
　
　
　

南

箕
輪
村
文
化

セ
ン
タ
ー
（
中
央
公
民
館
）

昭

和
三
七
年

コ

ー月

コ

ー日
提
出

南

箕
輪
村
長
　
　
　
　

清

水
国

人
回

昭

和
三
七
年

コ

ー月

コ

ー日
議
決

南
箕
輪
村
議

会
議
長
　

穂

高
　
昇
目

（
役
場
文
書
）

右

の

よ

う

な
議

会
決

議

を

も

と
に

、

昭

和

三

八
年

度

事
業

と
し

て
中

央

公

民

館

の
建

設

に

か

か

っ
た

。

そ

の
建

設

概

要

は

次

の

よ

う

で

あ

っ

た

。

・
構
造
　
　

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
　
　

ニ
階
建

て

っ
面
積
　
　

七
三
八
ｊ

つ
建
物
内

部

講
堂

（
犬
会
議
室
）
　

結
婚
式
場

事
務
室
　
　

図
書
室

（
兼
応
接
室
）

青
年
児
童
室
　
　

会
議
室
　
　

講
座
室

（
調
理
室
）

用
務
員
室
　

倉
庫
　

便
所

（
一
階
二
階
各
一
）

当
時
と
し
て
は
、
モ
ダ
ン
な
建
設
で
、
人
目
を
引
く
に
十
分
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
昭
和
三
九
年
四
月
　
竣
工
落
成
式
を
盛
大
に
挙
行
、
同
時
に
使
用
が

開
始
さ
れ
、
以
後
文
字
ど
お
り
村
の
公
民
館
活
動
の
中
核
的
役
割
を
果
た
し
て
今

日
に
至
っ
て
い
る
。

匈
　
公
民
館
活
動
の
場
と
し
て
の
各
種
施
設

１
　
南
箕
輪
郷
土
館
の
建
設

昭
和
四
六
年
完
成
　
　
　
　
一
階
の
面
積
一
匹
八
。ｍ

一
階
に
は
村
内
各
遺
跡
よ
り
発
掘
さ
れ
た
上
石
器
類
等
の
考
古
資
料
、
植
物
標
本

等
が
展
示
さ
れ
、
地
階
に
は
民
俗
資
料
が
多
数
陳
列
さ
れ
て
い
る
。

２
　
各
種
体
育
施
設

大 大 大 大 南 村 大 大 大 大
芝 芝 芝 芝 原 民 芝 芝 芝 芝
テ 小 村 テ グ 体 村 陸 ア 野

二 運 民 ニ ラ 育 民 上 ｜ 球
ス 動 プ ス ン 館 プ 競 チ 場

コ 場 Ｉ　コ　ド　　｜　技　ェ
１　 ル １　　 ル 場 ジ

ト　　　 ト　　　　　　 ｜
場

施

設

昭 昭 昭 昭 昭 昭 昭 昭 昭 昭
和 和 和 和 和 和 和 和 和 和
五 五 五 五 五 五 四 四 四 四

九
四 四 一 一 一 九 八 七 七

年 年 年 年 年 年 年 年 年 年

年談
莞

度成
二　　　　 五
五　　　 〇 二　 一

全 六
ｍ ク 五　 ｍ 一　 四

天　｀ ・　レ　｀一 ・　 ゝ　　　ゝ

候 六 六
ィ 六 ∧ 八 六　 四

型 ハ コ　 ○ 五 コ ○ 射 二

四 三
１ 四 〇 九 １　０ 的 八

面 ・ ス 面 ｊ ｊ ス ｊ 場 ｊ

規

模

ミ　　五 村　 幼 る後 テ

ニ　 三 へ　
時　 に 二

グ　 年 移　 用　 冬 ス
ラ　 ニ 管　 円　 季 コ

ン　
面　　　 形　 ス ｜

ド　 完　　　 プ　 ケ ト
成　　　　｜　　｜　を

ル　 ト 併
計　　　 も　 場 設

六　　　 完　 も
面　　　 成　 兼

ね

備

考

さ
ら
に
、
近
時
社
会
体
育
活
動
の
人
口
増
に
と
も
な
い
、
小
中
学
校
の
体
育
館

及
び
屋
外
運
動
場
を
開
放
し
、
児
童
生
徒
の
学
習
に
支
障
の
な
い
か
ぎ
り
、
休

卯S



新しい生活節第 ５

日
・
夜
間
等
こ
の
使
用
を
認
め
、
そ
の
便
を
は
か
っ
て
い
る
。

な
お
夜
間
使
用
の
必
要
上
、
大
芝
陸
上
競
技
揚
・
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

ー
プ
ー
ル
・

小
学
校
運
動
場
・
小
中
学
校
体
育
館
・
村
民
体
育
館
に
は
夜
間
照
明
の
設
備
を
施

し
て
、
利
用
の
便
を
は
か
っ
て
い
る
。

㈲
　
主
な
公
民
館
活
動

１
　
学
級
・
講
座
等

公
民
館
活
動
が
開
始
さ
れ
た
こ
ろ
は
、
そ
の
活
動
の
対
象
は
主
と
し
て
青
年
・

婦
人
層
に
お
か
れ
て
い
た
。
昭
和
二
五
年
こ
ろ
、
は
じ
め
て
女
子
青
年
学
級
を
開

設
、
主
と
し
て
和
裁
・
洋
裁
・
料
理
・
生
花
等
の
講
座
内
容
で
、
農
協
の
二
階
や

学
校
、
役
場
二
階
等
を
利
用
し
て
昼
間
に
開
か
れ
、
し
ば
ら
く
の
間
続
け
ら
れ
て

い
た
。

昭
和
二
八
年
こ
ろ
に
は
、
生
活
体
験
研
究
発
表
会
が
公
民
館
主
催

で
開

か
れ

た
。
村
内
か
ら
選
ば
れ
た
青
年
・
婦
人
等
に
よ
り
、
農
業
問
題
・
家
庭
生
活
・
生

活
改
善
・
青
少
年
問
題
等
そ
の
内
容
も
幅
広
く
、
有
意
義
な
発
表
会
で
あ
っ
た
た

め
、
そ
の
後
は
年
一
回
は
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

只
つ
い
て
昭
和
三
二
年
に
は
県
教
育
委
指
定
の
婦
人
学
級
が
開
設
さ
れ
、
月
一

回
、
年
間
に
は
一
二
回
も
開
級
、
そ
の
活
動
を
通
し
て
婦
人
の
あ
り
方
・
成
果
等

に
つ
い
て
発
表
会
を
持
ち
好
評
を
得
た
。
こ
れ
が
や
が
で
は
文
部
省
指
定
の
婦
人

学
級
開
設
に
も
つ
な
が
り
、
昭
和
三
七
年
こ
ろ
に
は
婦
人
学
級
が
飛
躍
的
な
活
動

を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
ろ
家
計
簿
を
つ
け
る
運
動
が

公
民
館
を
中
心
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。

昭
和
三
九
年
村
中
央
公
民
館
完
成
を
機
に
、
村
政
を
知
る
た
め
の
青
年
学
習
運

動
・
信
大
農
学
部
の
教
授
、
学
生
、
村
民
を
交
し
え
て
の
農
業
振
興
運
動
も
実
施

さ
れ
、
こ
れ
ら
に
参
加
す
る
村
民
も
多
く
、
若
妻
会
・
短
歌
会
等
も
作
ら
れ
た
の

も
こ
の
こ
ろ
で
あ
る
。

昭
和
四
四
年
こ
ろ
に
な
り
、
書
道
教
室
が
開
級
さ
れ
、
受
講
生
も
多
く
、
現
在

文化講演会風景77図7

は
終
了
生
を
中
心
に
自
主
的
な
運
営

に
よ
る
教
室
が
続
い
て
い
る
。
昭
和

五
四
年
こ
ろ
に
は
俳
句
教
室
が
開
か

れ
、
こ
れ
も
書
道
教
室
と
同
様
自
主

的
な
学
習
活
動
が
現
在
も
つ
づ
い
て

い
る
。
そ
の
他
現
在
に
至
る
ま
で
に

は
、
家
庭
教
育
相
談
事
業
・
同
和
教

育
事
業
等
を
け
じ
め
と
し
て
文
化
教

育
面
で
の
幅
広
い
教
室
講
座
等
が
持

た
れ
、
お
お
い
に
そ
の
成
果
を
あ
げ

て
い
る
。

昭
和
六
〇
年
度
に
お
け
る
村
公
民

館
主
催
の
社
会
教
育
学
級
お
よ
び
成

人
講
座

は
次

の
よ
う
で
あ

る
。
い
ず
れ
も
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
語
ら

い
の
場
や

仲
間
づ

く
り
、
く
ら
し

の
中
に
生
き
が

い
を
求

め
る
こ
と
に
狙

い
を

お

い

て

い

る

。○
社
会
教
育
学
級

・
高
齢
者
学
級
　

六
五
歳
以

上
の
男
女
　

年
間

一
〇
回

郷
土
の
歴
史
・
薬
草

に
つ
い
て
・
社
会
見
学
・
健
康

と
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
・

生
き
が
い
と
は
・
差
別

の
問
題
・
み

ん
な
で
話

そ
う
　

そ

の
他

・
婦
人
学
級
　

婦

人
　
年

一
〇
回

婦
人
と
労
働

・
婦
人
と
健
康

・
消
費
生
活
・
税
金
・

レ
ク
リ

エ
ー

シ
ョ
ン
・
食

生
活
の
み
な
お
し
・
身
近

な
差
別

・
社
会
見
学
・
そ

の
他

青
年
学
級
　

青
年
男
女
　

年
一
〇
回

人
間
関
係

・
ス
ポ
ー
ツ
と
仲
間
づ
く
り
・
結
婚
問
題
・
郷
土
と
歴
史

よ
月
年
と

役
割

・
身
近

な
差
別
・

そ
の
他

卯 夕



第 ７章　新し い南箕輪

○
成
人
講
座

・
盆
　
　

栽
　
　

成

年
男
女
　
　

年
　

一
〇
回

・
て

ん

刻
　
　

成
年

男
女
　
　

年
　

一
〇
回

・
陶
　
　

芸
　
　

成

年
男
女
　
　

年
　

一
〇
回

・
村
の
歴
史
　
　

成

年
男
女
　
　

年
　

一
〇
回

・
版
画
　

・
し
め
縄
づ
く
り
　

・
ち
ぎ
り
絵
　

・
墨
絵
等

○
そ

の
他

家
庭
教
育
学
級
・
家

庭
の
し
つ
け
講

座
・
文
化
講
演
会
等

つ

ぎ

に

体
育

ス

ポ

ー

ツ
関

係

の
教

室

・
講

座
等

に

つ

い

て
み

る
に

、

昭

和

四

六

年

剣

道

教

室

が

ま

ず
開

か

れ

た

。

こ

れ

は
中

学
校

体

育

館

を
開

放

し

て

早
朝

に

も

た

れ

た

。

昭

和

五

一

年

か

ら

五

三

年

ま

で

ス
ポ

ー

ツ

振
興

モ

デ

ル
村

の
指

定

を
受

け

、

村

民

体

育

館

の

建

築

完

成

と

あ

い
よ

っ

て

各

種

ス

ポ

ー

ツ
教

室

（
少

年

ス

ポ

ー

ツ

教

室

も

含

む

）

が

開

設

さ

れ

、

ま

す

ま

す

そ

の

活
動

が

活
発

に

な

っ

て

い

っ

た

。

そ

の
指

導

に

は

従

来

よ

り

設

置

さ

れ

て

い
た

体

育

指

導
員

お

よ

び

新

し

く
設

け

ら

れ

た

補

助

員

が

こ

れ

に

あ

た

っ
た

。

昭

和

五

六

年

に

な

っ
て

、

県

よ

旦

二
年

間

の

派

遣

社

会

教

育

主

事

（
ス
ポ
ー
ツ

担
当
）
の

配

当

を

受

け

、

健

康

づ
く

り

教

室

を

開

設

し

た

。

さ

ら

に

昭

和

六
〇

年

に

は

社

会

教

育

主

事

（
主
と
し
て

ス
ポ

ー
ツ
）

の
配

当

が

あ

り
、

各

種

ス

ポ

ー

ツ
教

室

・

講

座

・

健

康

づ

く

り

教

室

等

の

指

導
態

勢

が

整

っ

た

。

ま

た
本

村

に

は
体

育

協

会

が

な

い
た

め

、

こ

れ

に
代

わ

る

も

の

と

し

て

昭

和

五

九
年

よ

り

「
南

箕

輪

村

社

会

体

育

指

導

者

協

議

会

」

を

設
置

し

た

。

こ

れ

は
体

育

指

導

補
助

員

制

度

を

な

く

し

て

、

村

内

各

ス
ポ

ー

ツ

の

指

導

的

な

立
場

に

あ

る
者

を

種
目

毎
に

数
名

ず

つ

委

嘱

し

て

一

四

部

を

つ
く

り

、

そ

の

連

絡

協

議

会

を

も

っ

て
村

内

各

ス

ポ

ー

ツ
教

室

、

大

会

等

の

指

導

に

あ

た

っ
て

い
る

。

そ

の

指

導

部

は

次

の

と

お

り

で

あ

る

。

野
球
・
ソ

フ
ト
ボ
ー
ル

ー
バ

レ
ー
ボ
ー
ル

ー
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

こ
ア
ニ
ス
・
卓

球
・
陸

上
競
技
・
サ
ッ

カ
ー
・
バ
ド
ミ
ン
ト
ン

ー
レ

ク
リ
ェ

ー
シ
ョ
ン
・
野
外
活
動
・
剣
道
・
柔

・

卓
　
　
　

球

（
夜
）

・
社

交

ダ

ン

ス

（
夜

）

へ

バ
ド

ミ

ン

ト

ン
　
（
夜
）

図7-78　 少年スポーツ教 室（空手）
一
般

一
般

一
般

道
・
空
手

昭

和

六

〇

年

度

に

お

け

る

ス
ポ

ー

ツ
教

室

は

左

記

の

よ

う

で

あ

る

。
○
少
年

ス
ポ
ー
ツ
教
室

野
球
　

四
五
人
・
剣
道
　

二
七
人

柔
道
　

二
一
人
・
空
手
　

五
六
人

○
成
人

ス
ポ
ー
ツ
教
室

・
軟
式
テ

ニ
ス
（
昼

の
部
）
婦
人

対
象
　

年
一
〇
回
・
5
8
1
0
月

・
軟
式
テ

ニ
ス
（
夜

の
部
）
　一
般

年
一
〇
回
・
5
8
1
0
月

・

レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
　（
昼
）
高

令
者
　

年
一
〇
回
・
６
～
1
0月

年
一
〇
回
・
1
2～
３
月

年
一
〇
回
・
1
2～
３
月

年
一
〇
回
・
1
2～
３
月

２
　

生

活

改

善

運
動

戦

後

の
混

乱

期

が
過

ぎ
、

物

資

が
豊

富

に

出

ま

わ

る
に

つ

れ
、

生

活

も

だ
ん

だ

ん
華

美

に

な

っ

て

き

た

。
特

に

冠

婚
葬

祭

に

お

い

て

そ

の
傾

向

が

強

か

っ
た

。

そ

し

て
村

民

か

ら

ま

ず
結

婚

の

あ

り
方

に

つ

い

て
手

を

つ
け

よ

う
と

の
声

が

あ

が

っ

て

き

た

。

○
花
嫁
衣
装
に
つ
い
て

昭
和
二
六
・
二
七
年
の
二
年
間
村
婦

人
会

の
会
長
等
が
、
生
活
改
善

の
一
端
と
し
て
花

嫁
衣
装
を
郡
下

に
先

が
け
て
婦
人
会
で
購
入

、
そ
の
利
用
を
奨
励
し

た
。
当
時
村
へ
強

く
働
き
か
け
て
村
か
ら
一
五
万
円

の
補
助

を
受

け
、
三
組

そ
ろ
え

た
の
が
今
日

の
婦
人

9釦



第 ５節　新しい生活

会
の
花
嫁
衣
装
貸

し
出

し
の
は
じ
ま
り
で

あ
る
。
（
郡
婦
人
会
史
「
あ
ゆ
み
」
よ
り
）

○
公
民
館
結
婚
式

昭
和
三
九
年
待
望

の
中
央
公
民
館
完
成
に
よ
り
、
公
民
館
結
婚
式
が
生
活
改
善
の

Ｉ

環

と
し
て

は
じ
ま
っ
た
。
昭
和
三
九
年
四
月
二
八
日
挙
行
の
式
を
第
一
号
に
、
以

後
年

々
盛

ん
に

な
り
、
会
費
制

の
奨
励
と
あ

い
ま

っ
て
一
時
は
年
に
三
〇
組
前

後

も

あ

っ

た

。
し

か
し
近
時
公
民
館
結
婚
式
が
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

○
生
活
改
善
推
進
協
議
会
設
置

昭
和
五
〇
年
、
年
を
追
っ
て
派
手
に
な
り
つ
つ
あ
る
日
常

生
活

や
、
冠
婚
葬
祭

の
不

合
理
を
改
め
、
生
活
改
善
推
進
運
動

の
徹
底
を
は
か
る
た
め
、
村
長

を
長

と
す

る
「
南

箕
輪
村
生
活
改
善
推
進
協
議
会
」

を
設
置

、
全
村
民

の
協
力

を
得
て
強
力
な
運
動
を
展

開
し
て
い
っ
た
。
特
に
毎
年
「
申

し
あ
わ
せ
」

事
項
を
検
討
し
、
全
戸
に
配
布
し
て
徹

底
を
は
か
る
よ
う
に
し

た
。

昭
和
五

九
年
度
　

申
し
あ

わ
せ

の
要
点

―
　
結
婚
披
露
宴
に

つ
い
て

・

な
る
べ
く
会
費
制
と
し
、
会
費
五
、
〇
〇
〇
円
以
内

と
す
る
。

・
会
費
制
以
外

の
場
合
、
祝

儀
は
五
、
〇

〇
〇
円

く
ら
い
に
努
め
る
。

・
引
き
出
物
は
廃
止
し
、
招
待

状
に
そ
の
こ
と
を
明
記

す
る
。

２
　

葬
儀
に
つ
い
て

’
香
典
は

Ｉ
、
〇
〇
〇
円
以
内
に
し

、
お
返
し

は
し

な
い
。

・
隣

組
の
手
伝

い
は
、
原
則

と
し
て

一
戸

一
人
で
一
日
で
終

わ
る
よ
う
に
す

る
。

・
休

憩
所
の
接
待

は
簡
素
に
し

、
村
内

の
人
は
焼
香

だ
け
に
し
、
休
憩
所
に
は
寄
ら

な
い
よ
う
に
す

る
。

・
花
輪

は
自
粛
す

る
。

３
　

新
盆
に

つ
い
て

・
見
舞

い
は
五
〇
〇
円
以
内
に
す
る
。

・
酒

で
王
食

は
出
さ
な

い
。

４
　

入
学
祝

い
に

つ
い
て

・
祝

い
金
は
二

、
〇
〇
〇
円
以
内
、
又

は
相
当
額

の
品
と
す
る
。

・
小
学
校
入
学

の
時
一
回

だ
け

の
お
祝

い
と
す
る
。

・

お
返
し

は
し
な

い
。

５
　

新
築
祝

い
と
普
請
見
舞

い
に
つ

い
て

・
上
棟
祝

い
は

Ｉ
、
〇
〇
〇
円

く
ら
い
と
し
、
落
成
祝

い
は
簡
素

に
し
、
い
ず
れ
の

場
合
も
引
出
物
は
出
さ
な
い
。

こ

日
請
見
舞
い
は
な
る
べ
く
廃
止
す
る
。

６
　

病
気
見
舞
い
に
つ
い
て

・
見

舞
い
金
は

Ｉ
、
〇
〇
〇
円
以
内

と
す
る
。

・
お
返
し
は
せ
ず
、
全
快

の
折

、
礼
状
又

は
電
話
等
で
お
礼
を

の
べ
る
。

７
　

出

産
祝

い
に
つ
い
て

・
出

産
見
舞

い
は

Ｉ
、
〇
〇
〇
円
以
内
又

は
、
相
当
額

の
晶
に
し
、
お
返
し
は
し
な

べ

○

レ
‘
そ
の
他
の
お
祝
い
に
つ
い
て
も
な
る
べ
く
簡
素
に
す
る
。

８
　
災
害
見
舞
い
等
に
つ
い
て

二
剛
記
の
生
活
改
善
の
主
旨
に
よ
っ
て
簡
素
化
に
つ
と
め
る
。

（
役
場
文
書
）

３
　

成
　

人
　

式

本
来

は
一
月

一
五
日

が
「
成
人

の
日
」
で

あ
る
が
、
他
県
等
へ
他

出

就

職

の

者
、

あ
る

い
は
在
学
中

の
者

の
正
月
帰
省

の
期

を
選

び
本
村
で
は
一
月
三
日
に
行

っ
て
い
る
が
、
好
評
で
出
席

率
も
よ

く
成
果

を
あ
げ
て

い
る
。
村
長
式
辞
・
来
賓

祝
辞

・
激
励

の
あ
と

の
成
人
者
代
表

の
意
見
発
表
、

つ
づ

い
て
　

ア
ト
ラ
ク

シ
ョ

ン
が
行

な
わ
れ
て
い
る
。

４
　

文
　

化
　

祭

第
二

回
村
民
文
化
祭
が
行

な
わ
れ
た

の
は
昭
和
四
九
年
一
〇

月
二
七
日
の
こ
と

で

あ
る
。
当
時

の
村
報
に
よ
る
と
、
次

の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て

い
る
。

夕訂
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村文化祭会場（一部）図7-79

「
去

る

Ｉ
〇
月
二

七
日
、
村
公

民

館
に
お

い
て
第

一
回
村
民
文
化
祭
が

行

な
わ
れ
た
。
こ

れ
は
現
代
に
お
け

る
社
会
教
育

と
地
域
住
民

の
連
帯
意

識

を
高

め
る
と
と
も

に
、
平
和

な
村

づ
く
り
の
た
め
に
日
頃

の
学
習
活
動

の
実
績

と
グ

ル
ー
プ
活
動

の
公
開
展

示
発
表

を
行

な
い
、
当
村
独
自

の
気

風

を
起

こ
し
、
共
通

の
故
郷
意
識

を

白
覚
し
、
あ
わ
せ
て
村
発

展
に
寄
与

し
た
方
々
の
表
彰

お
よ
び
感
謝

の
式

典
を
行

な
う
も
の
で

す
。

こ
れ
に
は
、
村
内

各
グ
ル
ー
プ

ー

個
人
等
か
ら
数
多
く
の
書
画
等
の
作

品
展
示

物
が
寄
せ
ら
れ
、
お
り
し
も

行

な
わ
れ
た
中
学
校

の
若
竹
祭
に
み
え
た
人
も
数
多
く
鑑
賞
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
式
典
後

の
各
分
館
よ
り
の
ス
テ
ー
ジ
発
表
に
は
、
会
場

一
ぱ
い
の
観
客

よ
り
盛
大

な

拍

手

を

う

け
、
盛
会
裡
に
終
了
し
ま
し
た

。」

（
役
湯
文
書
）

ま

た
昭

和

五

二

年

四

月

二

・

三

日

に

は
、

村

民

体

育

館

完

成

記

念

文

化

祭

が

盛

大

に

開

催

さ

れ

た

。
作

品

の
展

示

鑑

賞

、

田

楽

座

の
記

念

公

演

芸

能

発

表

会

が

あ

り
、

盛
況

で

あ

っ

た

。

こ

の

よ

う
に

村

を

あ
げ

て

の
文

化

祭

は
、

毎

年

中

学

校

の
若

竹

祭

に

あ

わ

せ

て
、

村

公

民

館

で
作

品

の
展

示

、

村

民

体

育

館

で

の
各

分

館

及

び
グ

ル

ー
プ

の

ス

テ

ー

ジ
発

表

で

盛
大

に

開

か

れ

る

よ

う
に

な

っ

て
今

日

に

至

っ

て

い

る

。
年

と

と

も

に

出

品

点

数

も
多

く
、

ス

テ

ー

ジ
発

表

に

出

演

す

る
種

目

も

変

化

に

富

む

よ

う

に

な

っ
て

き

た

。

５
　
各
種
ス
ポ
ー
ツ
大
会

村
民
体
育
祭
　
相
当
前
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
種
目
ご
と
の

ス
ポ
ー
ツ
大
会

が
持
た

れ
、
各
分
館
対
抗
の
形
で
行
な
わ
れ
て
い
た
の
が
、
春
夏
秋
冬
に
分
け
て
村
民
体

育
祭
と
い
う
名
称
で
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
昭
和
五
二
年
度
か
ら
で
あ

春
季
村
民
体
育
祭
　
　
バ
レ
ー
ボ
ー
ル

夏
季
村
民
体
育
祭
　
　
野
球
お
よ
び
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

秋
季
村
民
体
育
祭
　
　
軟
式
テ
ニ
ス

冬
季
村
民
体
育
祭
　
　
卓
球
お
よ
び
バ
ド
ミ
ン
ト
ン

右
以
外
に
、
近
年
壮
年
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
・
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大
会
・
壮
年
野
球

大
会
・
女
子
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
等
、
各
種
大
会
も
実
施
さ
れ
、
大
芝
ス
ポ
ー
ツ

施
設
の
充
実
と
と
も
に
ス
ポ
ー
ツ
人
口
の
増
加
と
あ
い
ま
っ
て
年
々
体
育
活
動
が

盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
な
お
村
民
運
動
会
は
五
三
年
度
を
最
後
に
中
止
に
な

っ
た
。

６
　
各
区
公
民
館
（
分
館
）
活
動

公
民
館
活
動
の
原
点
は
各
区
の
活
動
に
あ
る
。
各
分
館
で
は
分
館
長
・
主
事
を

中
心
に
、
そ
れ
ぞ
れ
各
区
に
適
し
た
活
動
を
立
案
し
積
極
的
に
推
進
し
て
い
る
。

村
で
は
地
区
開
設
事
業
補
助
金
を
支
出
し
、
そ
の
活
動
を
支
援
し
て
い
る
。
そ
の

活
動
内
容
も
多
岐
に
わ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
各
区
の
年
中
行
事
化
し
、
区
民
に
定
着

し
て
い
る
。

ミ J

一

厚
生
福
祉
・
衛
生

Ｈ
　

保
　

育
　

所

１
　

保
育
所
開
設
の
要
望

昭

和
六
年
こ
ろ
よ
り
春
秋
の
農
繁
期

に
地
区

の
婦
人

の
善
意
に

よ
っ
て
季
節
託

児
所
が
開
設
さ
れ
て
喜
ば
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
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第
二
次
大
戦
中
働
き
盛
り

の
男
子
が
戦
争
や
軍
需
工
揚
に
動
員
さ
れ
労
働
力
が

不
足
し

た
う
え
、
食
糧
増
産
が
強
く
要
請
さ
れ
た
。
水
田

面
積
の
多
い
本
村
で
は

母
親
た
ち
も

い
よ

い
よ
多
忙
に
な
り
、
託
児

所
設
置

が
要
望
さ
れ
た
。
戦
争
は
終

わ
っ
て
も
引

き
続
き
食
糧

増
産
は
要

求
さ
れ
そ
の
後
共
稼

ぎ
夫

婦
が
激
増
し
、

保

育
所
の
必
要
性
は
い
っ
そ
う
高
ま
っ
た
。

「
児

童
福
祉
法
」

が
昭
和
二
二
年

コ

一
月
一
二

日
に
公
布

さ
れ
、
翌
二
三
年
一

月

か
ら
施
行

に
な
っ
た
。

こ
の
法
に

よ
る
と
保
育
所

は
「
日

々
保
護
者

の
委
託

を
受
け
て
、
保
育
に
欠
け

る
乳
児
又

は
幼
児

を
保
育
す

る
こ

と
を
目
的
と
す

る
」
と
あ
り
、
ま

た
、
同

法
に

は
「
特
に
必
要
あ
る
と
き
は
、
そ
の
他
の
児
童
を
保
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と

規

足
さ
れ
て

い
る
。
母
親
の
勤
労
、
病
気
そ
の
他
の
理
由
に
よ

っ
て
乳
幼
児

の
世

話
が
十
分
に
で
き
な

い
場
合
毎
日
そ
の
乳

幼
児

を
預

か
っ
て
保
育
す
る
施
設

で
あ

る
保
育
所
は
県
の
奨
励
も
あ
り
そ
の
設
置

の
要

望
が
高
ま
っ
た
。

昭

和
二
四
年
九
月
村
議

会
に
お
い
て
北
殿
地
籍
に
保
育

所
設
置

の
こ
と
が
協
議

さ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
い
ろ
い
ろ
の
点
に

お
い
て
実
現

す
る
段
取

り
に
な

る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
が
母
親

た
ち
の
設
置
に
対

す
る
要
望

は
年

を
追

っ
て
強

く
な

っ
た
。

２
　

保

育
所
の
設
置

①
　

北
條
幼
稚
園
（
私
設
）

昭
和
二
六
年
に
北
殿
の
北
條
道
子
は
自
宅
に
保
育
所
を
開
設
し
た
。
公
費
の
助

成
の
な

い
私
設
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
田

地
そ
の
他
の
も
の
を
売
却
し
て
資
産
を

調
達
し
て
自
宅
を
改
造
し
た
り
遊
具
を
調
え
た
。
幼
児

を
募
集

し
た
と
こ
ろ
六
二

名
の
希
望
が
あ
っ
た
の
で
馬
場

い
ち
ゑ
を
補
助
に

た
の
ん
で
開
設

し
た
。

翌
年

は
入
所
希
望
児

が
八
〇
名
に
及

ん
だ
の
で
、
高
校
卒
業

の
女
子
二
名

を
さ

ら
に
た
の
ん
で
経

営
し
た
。

昭
和
三
〇
年
に
村

立
の
中
部
保
育
所

の
建
物

が
で
き

た
の
で
遊
具
等
一
切

の
設

備
品
を
そ
こ
へ
移
し
保
育
を
続
け
た
が
、
ご二

年
四
月
か
ら
は
村
立
中
部
保
育
所

に
移
行
し
た
。

㈲
　
村
立
保
育
所
の
設
置

昭
和
二
八
年
二
月
田
畑
・
神
子
柴
地
区
か
ら
保
育
所
設
置
の
要
望
書
が
村
当
局

に
出
さ
れ
た
。
こ
れ
を
機
に
村
会
で
協
議
の
う
え
、
村
と
し
て
は
北
部
・
中
部
・

南
部
・
西
部
の
四
か
所
に
設
置
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
し
て
順
次
開
設
す
る
と

い
う
方
針
を
と
っ
た
。

ま
ず
南
部
保
育
所
設
置
に
つ
い
て
み
る
と
概
ね
次
の
経
緯
を
た
ど
っ
た
。

昭
和
二
八
年
二
月
二
日
、
村
会
に
お
い
て
設
置
決
定
、
そ
の
条
件
と
し
て
次
の

四
点
が
決
っ
た
。

一
　
建
設
費
、
設
備
費
の
八
〇
％
村
費
支
出
の
こ
と
。

二
　
土
地
購
入
費
、
地
均
し
費
け
地
元
部
落
負
担
の
こ
と
。

三
　
設
計
監
督
費
け
地
元
部
落
負
担
の
こ
と
。

四
　
建
設
工
事
の
実
施
は
促
進
上
地
元
部
落
で
行
な
う
こ
と
。

北
部
・
中
部
・
西
部
の
保
育
所
設
置
に
つ
い
て
も
南
部
と
ぼ
ぼ
同
様
の
条
件
で

行
な
わ
れ
た
。
し
か
し
南
原
は
や
や
特
殊
の
経
過
を
た
ど
っ
た
。
経
過
は
次
の
よ

う
で
あ
る
。

南
原
保
育
所
設
置
の
経
過

昭
和
三
〇
年
四
月
地
元
民
の
要
望
に
よ
っ
て
南
原
、
沢
尻
地
区
の
幼
児
を
対
象

に
四
月
～
一
一
月
（
八
か
月
間
）
の
季
節
保
育
所
を
南
原
開
拓
組
合
事
務
所
に
開

い
た
。
こ
れ
は
建
て
坪
わ
ず
か
一
一
坪
の
バ
ラ
ッ
ク
建
て
で
、
そ
こ
へ
四
八
名
の

幼
児
が
集
ま
っ
た
。

村
か
ら
Ｉ
〇
万
円
の
補
助
を
得
、
保
育
料
と
し
て
月
額
五
〇
円
を
徴
収
し
二
名

の
保
母
で
運
営
し
た
。
弁
当
持
参
、
味
噌
汁
を
与
え
た
が
そ
の
味
噌
は
持
ち
寄
り

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
米
軍
放
出
の
脱
脂
粉
乳
を
給
し
た
り
も
し
た
。
二
名
の
保
母

を
依
頼
す
る
と
い
っ
て
も
僻
地
の
こ
と
で
有
資
格
者
を
得
る
に
困
難
で
あ
っ
た
。

夕脂
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図7-80　 ぐ っすり昼寝

昭

和

三

二

年

小

学

校

改

築

を

機

に

校

舎

の
一

棟

の
払

い
下

げ

を

受

け

、

そ

れ

に

調

理
場

、

玄

関

を
建

て

増

し

、

公

民

館

兼

用

の
保

育

所

と

し

た

。

広

々
と

し

た

建

物

で

の
保

育

が
で

き
子

供

も

親

た
ち

も

大

喜

び
で

あ

っ

た

。

昭

和

三

六
年

四

月

よ

う
や

く
常

設

の
保

育

所

と

し

て

の
認
可

を
受

け

た

。
四

五

年

よ

り
村

職

員

と

し

て

の
保

母

が
勤

務

す

る

こ
と

が
で

き
公

に

認

め

ら

れ

た
僻

地

保
育

所

と

な

っ

た

が

所
長

は
南

部

保

育

所

長

が
兼

任

で

週

二
回

来

所

し

た

。
四

八

年

所
長

が

お

か

れ

、

よ

う

や

く
完

全
独

立

の
保

育

所

と

な

っ

た

。

昭

和

五

一

年

に

な

り
沢

尻

、

南

原

地

区

民

の
要

望

を
受

け

て
、

村

当

局

は
南

原

に

独

立

の

保

育

所
建

設

を

ば
か

り
県

知

事

宛
に

認

可

申

請
書

を
提

出

し

た

。

そ

の

お

り

の
保

育

所

を

必

要

と

し

て

述

べ

た

理

由

は

次

の

と

お

り

で

あ

る

。

一
〇

月

一

日

南

原

保

育

所

と

し

て

正

式

認
可

に

な

っ

た

。

保
育
所
を
必
要
と
す
る
具
体
的
理
由

南
原
保
育
所
は
現
在
地
域
公
民
館
を
借
用
し
て
お
り
、
最

も
近
い
保
育
所
よ
旦

二
・
六

ｈ
も
離

れ
て
お
り
へ
き
地
保
育
所
で
あ
る
。
一
五
五
戸
の
農
家
戸
数

の
う
ち
専
業

が
六
〇

戸
平
均
二

臨
の
畑
作
酪
農
地
帯
で
平
均
一
五
頭

の
飼
育
で
あ
る
。
一
種
兼
業
六
五
戸

、
二

種
兼
業
三
〇
戸
で
あ
り
兼
業
農
家

の
母
親
は
農
業
や
地
域
内
工
業

へ
勤
め
て
い
る
。
又
伊

那
市
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て

の
急
増
地
域
で
も
あ

る
為
現
在
の
借
用
施
設
で
の
保
育
は

不
可

能
で
あ
る
た
め
、
定
員

を
六
〇
名
と
し
併
せ
て
へ
き
地
保
育
所

の
解
消
を

ば
か
り
だ

へ

Ｏ

Ｖつ
　
五
保
育
所
の
歩
み

北
部
保
育
所

昭
和

年

三

丁

が
　
　
・

一

一

月
　
　

日

五

一
一
一一

三
二
・
　
三
二
二

四
一
▽

一
一
・

四
九
・
　
ごＴ

五
一
∵

一
〇
・

五
九
∴

一
・

中
部
保
育
所

三
〇
・

七
∴
一
〇

三

一

・

が
　
　

・

四

一

・

四

九

・

一
一
一

一
一
一
○

四

－

九四

五
四

・

九

南
部
保
育
所

二
八
・
　

九
・
二
九

″
　
・
一
〇
・
二
四

工
事
着
工

入
所
式

乳
児
室
拡
張

乳
児
室
増
築

保
育
室
二
増
築

乳
児
室
改
造

全
面
改
築

建
物
竣
工

北
條
幼
稚
園
入
所

認
可

村
立
移
管
開
所
式

保
育
室
三
増
築

未
満
児
室
一
、
保

育
室
三
増
築

屋
外
遊
び
場
拡
張

長
時
間
保
育
開
始

竣
工
落
成

認
可

（
役

場

文

書

）

μ
　
　

・

五

〇

‘

一
〇

・
二
四

三

∴

三

が
　
　
・
　
　
六

・

五

七

・

一

丁

西

部

保

育

所

一

一

ｉ ．

ノ ヘ

二
九

∴

○

二

五

三
〇
・

四

‘
一
〇

三
〇
・

五
・
　

一

三
〇
・
　

六
・
一
七

三
一
・
　

四
・
一
六

三
七
・
一
〇

四
四
・
　

七

五
四
・

コ

丁

二
〇

五
五
・
　

一
・
　

七

七
・

一
一

南
原
保
育
所

三
〇

・
　
四

開
所

式

増

築
移

転
工

事
起

工竣
工

未

満
児

室
二
増
築

起
工

竣
工
落
成
式

開
所
式

認
可

三
歳
未

満
児

保
育

開
始

テ
ラ

ス
完
成

プ
ー
ル
完
成

新
保
育
所
落
成
式

新
保
育
所
に
て
保

育
開
始

新
プ

ー
ル
完
成

季
節
保
育
を
南
原

開
拓
事
務
所
に
問

設

（
四
月
～
一
一

夕討
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三

二

三

六
・

四

四

五

・

月
）

小
学
校
旧
校
舎

一

棟
払
下
げ

を
受

け

公
民
館

と
兼
用

常
設
保
育
所
と

な

る保
母
が
村
職
員
と

な

る
、
所
長
は
南

四
八

五

丁

一
〇
・
　
一

部

保
育
所
長
兼
務

僻
地

保
育
所

と
な

る主
任

保
母
を
お
く

独

立
保
育
所
建
築

南
原
保
育
所
と
し

て
認
可

㈲
　

入
所
措
置
お
よ
び
保
育
料

本
村
で
は
昭
和
三
九
年
四
月
一
日
付

け
を
も
っ
て
「
南
箕
輪
村
保
育

所
設
置

条

例
」
を
児

童
福
祉
法
に
基

づ
い
て
制
定
し
た
。
同

条
例
に

よ
る
と
設
置

の
目
的

は

「
児

童
福
祉
法
第

三
九
条
に
基
づ
い
て
村
内

の
保
育
に
欠

け
る
児

童
を
保
育

す
る

こ
と
を
目

的
と
す
る
」

と
あ
る
。
「
保
育
に
欠
け

る
児
童
」

を
入

所
さ
せ

る
こ
と

が
本
来

で
あ
る
が
村
内
に
幼
稚
園

が
無

い
し
現
今

は
ぽ
と

ん
ど
の
家
庭

が
多
忙
で

共
稼

ぎ
に
母
親

が
働

き
に
出

る
か
、
家
に

あ
っ
て
も
下
請
け

の
内
職

を

し

て

い

る
。
ま

た
農
家
で
も
年
中
忙
し
く
幼
児
期
に
必
要
な
保
育
を
十
分
に
な
し
得
な

い

と
認

め
て
、
入
学
前

の
全
児
童

を
入
所

さ
せ
て

い
る
。

条
例
に
よ
る
保
育
所
定
員
は
次
の
よ
う
で
あ

る
。

保
育
所
名
　
　
定
員
（
昭
和
五
八
年
一
〇
月
コ

ー日
改
訂
）

南
部
保
育
所
　
一
三
〇
名

西
部
保
育
所
　
　
八
八
名

中
部
保
育
所
　
一
八
〇
名

北
部
保
育
所
　
一
一
〇
名

南
原
保
育
所
　
　
六
〇
名

保
育
所
運
営
費
と
保
育
料
　

保
育
所
運
営
費
は
国

八
割
、
県

一
割
、
村

一
割
の

負
担
区

分
に
よ
っ
て
お
り
、
積
算
は
厚

生
省
の
基
準
を
基
礎
に

定
め

ら

れ

て

い

る
。保

育
料
は
表
７
－
5
6
の
基
準
表
に
よ
っ
て
徴
収
し
て
い
る
。
生
活
保
護
法
に
よ

る
被
保
護
世
帯
か
ら
は
徴
収
し
な
い
が
そ
の
他
を
一
六
に
ラ
ン
ク
付
け
し
て
階
層

別
に
徴
収
し
て
い
る
。
兄
弟
二
人
以
上
に
な
る
と
二
人
目
以
上
は
半
額
に
し
て
保

護
者
の
負
担
の
軽
減
を
し
て
い
る
。

≒
　
厚
生
福
祉
行
政
の
発
展

明
治
維
新
の
急
激
な
社
会
の
変
動
と
経
済
界
の
混
乱
に
よ
っ
て
、
生
活
の
困
窮

す
る
者
が
急
増
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
を
救
う
た
め
明
治
政
府
は
明

治
七
年

「
愉

救

規
則
」
を
制
定
し
た
。
こ
れ
は
隣
保
あ
る
い
は
縁
者
の
相
互
扶
助
を
基

本
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
独
身
で
廃
疾
の
者
、
七
〇
歳
以
上
で
働
け
な

い
、
病
気
で
働
け
な
い
者
等
に
救
助
米
を
渡
す
こ
と
に
し
た
。

昭
和
四
年
に
救
護
法
を
制
定
し
て
、
生
活
の
困
難
な
特
定
者
に
生
活
扶
助
、
医

療
扶
助
・
助
産
扶
助
一
産
業
扶
助
を
行
な
う
こ
と
を
定
め
た
。
公
的
扶
助
が
一
歩

前
進
し
た
わ
け
で
あ
る
。

終
戦
後
、
社
会
福
祉
に
関
す
る
い
ろ
い
ろ
な
法
律
が
で
き
、
公
的
扶
助
が
行
な

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
生
活
保
護
法
・
児
童
福
祉
法
・
身
体
障
害
者
福
祉
法
・

精
神
薄
弱
者
福
祉
法
・
老
人
福
祉
法
・
母
子
福
祉
法
・
以
上
を
福
祉
六
法
と
い
う

が
、
こ
の
法
律
を
も
と
と
し
、
他
に
も
福
祉
に
関
す
る
法
律
が
あ

っ
て
、
国
々

県
、
市
町
村
の
責
任
に
お
い
て
実
施
さ
れ
民
生
委
員
が
協
力
し
て
い
る
。

昭
和
二
二
年
に
児
童
福
祉
法
二
五
年
に
生
活
保
護
法
が
制
定
さ
れ
二
六
年
三
月

二
九
日
に
法
律
第
四
〇
五
号
に
よ
り
総
括
し
て
社
会
福
祉
事
業
法
の
制
定
と
な
っ

た
。
村
と
し
て
も
こ
の
法
律
に
基
づ
き
、
村
長
を
長
と
す
る
社
会
福
祉
協
議
会
を

発
足
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

福
祉
団
体
は
、
身
体
障
害
者
福
祉
協
会
、
昭
和
五
〇
年
こ
ろ
ま
で
は
末
亡
入
会

と
称
し
た
母
子
福
祉
会
こ
退
族
会
・
愛
友
会
な
ど
が
あ
犬

そ
の
育
成
を
図
っ
て

き
た
が
、
と
く
に
県
の
指
導
に
よ
り
強
化
さ
れ
て
き
た
の
が
手
を
つ
な
ぐ
親
の
会

％5



表7-56　 昭和59年度南箕輪村保育料徴収基準及び 徴収人数

第 ７章　新しい南箕輪

各月初 日の在籍措置児童
の属す る世帯 の階層区分

３歳未満児 ３　歳　児 ４歳以上児
階　 層　別
徴 収 人 数

（　）内半 額

階層区分 定　　　　　 義

Ａ 生活保護法 による被保護世帯 ０ ０ 人２

Ｂ 前年度分 の村民税非課税世帯
円

8,000
円

6,000
円

5,000 12

CI

C2

C3

Ａ前非

Ｂ年課
階分税
層の世

を所帯
除得
き税

前年度分 の村民税課税世
帯 であって均等割 の額の
みの世帯

15,000 8,500 7,500 ６

所 得割 の額 が
5,000 円未満

16,000 9,000 8,000 11（3 ）

//　　　5,000円以上 17,000 10,000 9,000 11（1 ）

DI

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

Dg

Dlo

D11

D12

前

年

分

の

所

得

税

課

税

所

帯

3,000円未満 19,500 13,000 11,000 13（1 ）

3,000円以上15,000 円未満 20,000 13,500 H,600 25（2 ）

15,000　//　30,000　// 20,500 14,000 12,200 28（7 ）

30,000　 μ　60,000　// 21,000 14,500 12,800 67(11)

60,000　//　90,000　// 21,500 15,000 13,400 57（8 ）

90,000　//　120,000　μ 22, 000 15,500 14,000 39（6 ）

120,000 // 150,000// 22,500 16,000 14,600 50(11)

150,000　// 180,000　// 23,000 16,500 15,200 24（2 ）

180,000　// 210,000　 μ 23,500 17,000 15,800 33（4 ）

210,000　// 240,000　// 24,000 17,500 16,400 31（9 ）

240,000 // 270,000// 24,500 18,000 17,000 26（7 ）

270,000 以上 25,000 18,500 17,600 79(16)

２人目以上は半額

長時間保育料　 所得税非課税

々９万円未満

”９万円以上

2,500 円

3,000 々

5,000 々
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（
精
神
薄
弱
者
父
母
の
会
）

と
老
人
ク
ラ
ブ
で
あ
る
。

在

宅
老
人
福

祉
と
し
て
老
人
家
庭
訪
問

事
業
が
行

な
わ
れ
て
い
る
が
、
本
村
で

は
昭

和
五
八
年
一
月

二
五
日
訓
令
第

二
号

に
よ
っ
て
、「
南
箕
輪
村

老
人
家
庭
奉
仕

員
派

遣
事
業
運
営
要
綱
」

を
定

め
身
体
上
又

は
精

神
上

障
害

が
あ
っ
て
、

日
常

生

活

を
営

む
の
に
支
障

が
あ
る
老
人
に
対
し

て
老
人
家
庭
奉
仕
員

を
派
遣
し

て
、
老

人

の
日
常
生
活

の
世
話

を
行

な
い
、
老
人
が
健
全
で
安

ら
か
な
生
活

を
営

む
こ
と

が
で
き

る
よ
う
援
助
す

る
こ
と
に
な

っ
た
。

条
例
と
し
て
明
文
化
し
た

の
は
五
八
年
に
な

っ
て

か
ら
で

あ
る
が
、
実
際

は
四

五
年
四
月
か
ら
嘱
託
員

一
名
を
お

い
て
こ
の
趣
旨
に
沿

っ
た
活
動
を
し
て

い
る
。

四
七
年
四
月
か
ら
は
村
吏
員
の
奉
仕
員
を
二
名
に
ふ
や
し
た

。

対
象

者
は
南

箕
輪
村
に
住
所
を
有
し
、
老
衰
等
に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に

支

障
が
あ
る
、

お
お
む
ね
六
五
歳
以
上

の
者
及

び
心
身

障
害
者

の
い
る
家

庭
で
家

族

が
介
護

で
き
な
い
状
況

に
あ
る
湯
合

と
な
っ
て

い
る
。

ま
た
、
奉
仕
員

の
行

な
う
サ
ー
ビ
ス
は
、

次
に
掲

げ
る
も
の
の
う
ち
、

必
要

と

認

め
ら
れ
る
も
の
だ
け
で
あ
る
。

○
家

事
、
介
護

に
関

す
る
こ

と

・
食
事

の
世
話

・
衣
類
の
洗
た
く
、
補
修

・
住
居
等

の
そ
う

じ
、
整
理
整
と

ん

・
身

の
回
り

の
世
話

・
生
活
必
需
品
の
買
物

・
医
リ

よ
う
機

関
等
と
の
連
絡
、
通
院
介
助

・

そ
の
他
必
要

な
家
事
、
介
護

○
相

談
、
助

言
に
関

す
る
こ

と

・

生
活

、
身

の
上
に
関
す

る
相
談
、
助
言

・

そ
の
他
必
要

な
相
談
・
助
言

こ
れ
ら
老
人
等
の
介
護
に
つ
い
て
、
本
村
で
は
昭
和
五
○
年
三
月
二
七
日
条
例

第
四
号
を
も
っ
て
「
南
箕
輪
村
老
人
介
護
手
当
支
給
条
例
」
を
制
定
し
、
寝
た
き

り
老
人
及
び
心
身
に
重
度
の
障
害
の
あ
る
者
を
介
護
す
る
者
に
手
当
を
支
給
し
、

そ
の
慰
労
と
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
は
か
っ
て
い
る
。

老
人
福
祉
に
関
し
て
は
他
に
、
敬
老
祝
金
、
老
人
医
療
給
付
な
ど
が
あ
り
、
老

人
医
療
給
付
に
つ
い
て
は
、
国
・
県
の
事
業
に
あ
わ
せ
低
所
得
者
に
対
し
て
は
村

独
自
と
し
て
六
七
歳
以
上
の
老
人
の
自
己
負
担
分
を
扶
助
し
て
い
る
。

１
　
社
会
福
祉
協
議
会

昭
和
二
六
年
社
会
福
祉
事
業
法
に
よ
っ
て
、
本
村
で
も
い
ち
早
く
社
会
福
祉
協

議
会
を
発
足
さ
せ
た
。
現
在
社
会
福
祉
協
議
会
事
業
は
役
場
生
活
課
・
厚
生
福
祉

係
を
窓
口
と
し
、
村
の
社
会
福
祉
行
政
と
並
行
し
て
行
政
の
及
ば
な
い
面
で
の
福

祉
活
動
を
推
進
し
て
い
る
。

田

主

な

活

動

・
心
配
ご
と
、
行
政
相
談
の
実
施

・
福
祉
団
体
と
の
懇
談
各
種
事
業
の
企
画
、
推
進

・
共
同
募
金
活
動
の
推
進

・
歳
末
助
け
合
い
、
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
、
募
金
活
動

・
施
設
の
慰
問
、
寄
付

・
在
宅
寝
た
き
り
老
人
の
慰
問
、
援
護

・
低
所
得
世
帯
、
独
り
暮
し
老
人
援
護

・
世
帯
更
生
資
金
の
活
用
と
償
還
指
導

㈲
　
く
ら
し
の
資
金
貸
付
け
事
業

低
所
得
世
帯
を
対
象
に
当
面
の
生
活
費
と
し
て
、
短
期
・
無
利
子
で
貸
付
け
を

行
う
。
最
高
一
〇
万
円
、

㈲
　
福
祉
団
体
へ
の
協
力
、
助
成
。（
　

）
内
昭
和
六
〇
年
三
月
現
在
会
員
数

伺7



新しい 南箕輪

・
身
体

障
害
者
協
会

（
八
〇

大
）
　
　
・
母
子
福
祉
会

（
三
五
人
）
　
　・
老
人
ク
ラ
ブ
連
合

会

（
約

一
、

一
〇
〇

大
）
　
　
・
遺
族
会

二

二

六
人
）
　
　・
愛
友
会

二

二
〇
大
）

・
傷
痍
軍

人
会
（
五
人
）
　
　
・
手
を

つ
な
ぐ
親

の
会

（
一
八
人
）
　
　・
県
部
落
解
放
審
議

連

絡
協
議
会

。
　
　
　
　

’

第 ７章

(4)

社

会
福
祉
協

議
会
大

会
参
加
・
そ
の
他
研
修
会
参
加

２
　

民
生
委
員
協
議
会

民
生

委
員
法
第

七
一
条
に

よ
る
と
、
そ

の
任
務

を
次

の
よ
う
に
定

め
て
い
る
。

「
社
会
奉
仕

の
精
神
を
も

っ
て
保
護
指
導

の
こ
と
に
当

た
り
、
社
会
福
祉

の
増

進
に
努
め
る
」

昭
和
五
六
年
度
は
本
村
に
は
女
性
三
名
を
含
む
一
一
名
の
民
生
委
員

が
お

か

れ
、
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
る
。

生
活
保
護
家
庭
の
調
査
、
検
討
。
介
護
者
の
実
態
調
査
。
独
り
ぐ
ら
し
老
人
の

訪
問
、
相
談
。
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
へ
の
協
力
。
心
配
ご
と
相
談
の
実
施
。

福
祉
団
体
と
の
懇
談
、
各
種
事
業
の
企
画
。
施
設
の
訪
問
、
寄
付
等
。
世
帯
厚
生

資
金
の
活
用
と
指
導
。
そ
の
他
生
活
の
相
談
、
指
導
等
。
な
お
民
生
委
員
は
児
童

委
員
を
兼
ね
て
い
る
。

他
に
犯
罪
に
結
び
つ
く
心
配
の
あ
る
者
の
善
導
の
目
的
を
も
っ
た
保
護
司
の
制

度
か
お
る
が
本
村
で
も
二
名
が
そ
の
任
に
あ
た
っ
て
い
る
。

３
　
国

民

年

金

我
が
国
の
公
的
年
金
制
度
の
歴
史
は
公
務
員
を
対
象
と
す
る
恩
給
制
度
に
始
ま

り
、
昭
和
二
九
年
に
一
般
被
用
者
を
対
象
と
す
る
厚
生
年
金
制
度
の
全
面
改
正
、

昭
和
三
六
年
、
自
営
業
者
等
被
用
者
以
外
の
者
を
対
象
と
す
る
国
民
年
金
制
度
の

発
足
等
を
経
て
、
国
民
皆
年
金
体
制
が
実
現
す
る
に
至
っ
た
。
昭
和
五
七
年
一
〇

月
一
日
現
在
の
本
村
の
国
民
年
金
の
状
況
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

総
人
口
　
九
二
五
一
人

二
〇
歳
～
五
九
歳
人
口
　
四
九
七
八
入
（
五
三
・
八
％
）

被
保
険
者
数
　

強
制

任
意

⊇

一
九

三

人

゛

五

四

八

入

一
九
四
一
人

（
三
九
・
〇
％

）

国
民
年
金
受
給
権
者
数

（
昭
和
五
八
年
三
月
）

老
齢
年
金

（
拠
出
）
六

七
九
人
（
二
億
一
六
八
三
万
五
五
〇
〇
円
）

障
害
年
金
　

二

七
人

（
一
七
三
〇
万
六
一
〇
〇
円
）

母
子
年
金
　
　

九
人

（
六
〇
一
万
三
二
〇
〇
円
）

寡
婦
年
金
　
　

六
人
（
一
一
〇
万

七
一
〇
〇
円
）

老
齢
福
祉
年
金
　

三
〇
〇
大

（
九
〇
三
六
万
円
）

障
害
福
祉
年
金
　
　

四

六
人

（
一

八
三
九
万

コ

ー○
○
円
）

目
　

厚

生

福
祉

施

設

１
　
老
人
集
会
施
設
（
赤
松
荘
）

老
人
集
会
施
設
と
し
て
の
老
人
憩
い
の
家
赤
松
荘
は
昭
和
五
一
年
三
月
村
公
民

館
の
西
隣
り
に
新
築
、
翌
四
月
よ
り
利
用
を
開
始
し
た
。
二
元

・
三
五
ｊ
の
木

図7-81　 老 人集会施設「赤松荘」

造
建
築
で
集
会
室
二
、
機

能
訓
練

室
、
浴
室
、
厨
房
室
等
お
り
老
人
の

健
康
増
進
・
教
養
の
向
上
・
リ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
等
に
利
用
し
て
い
る
。

利
用
に
つ
い
て
の
設
置
条
例
に
よ

る
と第

二
条
に
、
目
的
と

し
て
、「
老

人
集
会
施
設
は
、
老
人

の
健
康
増

進
・
教
養
の
向
上
・
リ
ク
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
及
び
憩
い
の
場
と
し
て
老
人
福

祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。」
と
あ
り
、
村
長
の
許
可

を
得
て
利
用
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い

％8



第５節　新しい生 活

る
。
ま
た
管
理
規
則
の
第
五
条
「
赤
松
荘
の
使
用
時
間
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

午
前
九
時
よ
り
午
後
四
時
ま
で
」、
第
六
条
に
は
使
用
者
は
原
則
と
し
て
村
内
居

住
の
六
〇
歳
以
上
の
老
人
と
す
る
。
営
利
を
目
的
と
し
た
会
合
等
に
使
用
し
な
い

こ
と
等
か
お
る
。

２
　
南
箕
輪
老
人
ホ
ー
ム

施
設
の
沿
革
　
昭
和
三
二
年
、
時
の
上
伊
那
町
村
長
会
長
清
水
国
人
の
発
案
に

よ
り
、
上
伊
那
郡
社
会
福
祉
協
議
会
を
母
体
と
し
、
辰
野
町
・
箕
輪
町
・
南
箕
輪

村
・
長
谷
村
・
高
遠
町
・
河
南
村
・
西
春
近
村
・
宮
田
村
・
飯
島
村
・
中
川
村
の

各
町
村
長
を
役
員
と
し
て
、
社
会
福
祉
法
人
を
設
立
し
、
養
老
院
か
精
神
薄
弱
者

施
設
の
建
設
を
協
議
し
た
結
果
、
養
老
院
の
建
設
が
決
定
さ
れ
た
。

揚
所
は
南
箕
輪
村
で
提
供
し
、
建
設
に
あ
た
っ
て
は
前
記
一
〇
か
町
村
に
伊
那

市
、
駒
ヶ
根
市
が
加
わ
り
、
コ

ニ
巾
町
村
で
建
設
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。地

籍
は
初
め
田
畑
、
南
殿
が
選
ば
れ
た
が
地
元
の
反
対
に
あ
い
最
終
的
に
は
大

芝
地
籍
と
決
定
し
た
。

昭
和
三
三
年
、
社
会
福
祉
法
人
南
箕
輪
養
老
院
会
と
名
称
を
決
定
し
、
同
年
八

月
、
施
設
建
築
に
着
工
、
同
年
コ

ー月
二
〇
日
、
竣
工
、
同
時
に
法
人
申
請
を
な

し
、
昭
和
三
四
年
一
月
一
三
日
、
認
可
さ
れ
た
。

施
設
は
、
社
会
福
祉
事
業
法
に
よ
る
第
一
種
社
会
福
祉
施
設
と
し
て
、
生
活
保

護
法
に
よ
る
「
扶
養
義
務
者
の
な
い
老
廃
疾
者
を
援
護
の
た
め
施
設
に
収
容
し
、

適
切
な
環
境
を
与
え
、
保
護
を
加
え
さ
ら
に
文
化
生
活
に
浴
せ
し
め
る
と
と
も
に

老
人
の
福
祉
を
図
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

定
員
は
昭
和
三
三
年
度
分
三
〇
名
と
し
て
設
置
認
可
申
請
を
し
昭
和
三
四
年
一

月
二
〇
日
、
正
式
に
認
可
を
受
け
、
同
日
、
南
箕
輪
養
老
院
と
し
て
開
院
し
た
。

以
後
、
三
四
年
一
〇
月
二
五
日
、
第
二
期
工
事
を
完
了
し
、
一
一
月
一
日
よ
り
定

員
五
〇
名
、
三
八
年
六
月
三
〇
日
、
第
三
期
工
事
を
完
了
、
翌
七
月
一
日
よ
り
定

老 人ホー ム82図ｱ

員
七
五
名
と
規
模
を
拡
大
し
、
今
日

に
至
っ
て
い
る
。

三
八
年
八
月
一
日
よ
り
、
老
人
福

祉
法
が
施
行
さ
れ
施
設
の
運
営
内
容

が
一
変
し
、
施
設
に
入
寮
し
た
老
人

は
、
生
活
保
護
法
に
よ
る
収
寮
か
ら

老
人
福
祉
法
に
よ
る
入
居
住
と
目
的

が
変
わ
り
、
施
設
名
も
南
箕
輪
老
人

ホ
ー
ム
に
変
更
さ
れ
た
。
さ
ら
に
老

人
福
祉
法
の
施
設
運
営
基
準
の
変
更

に
伴
い
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
ほ
か

に
寝
た
き
り
老
人
の
面
倒
を
み
る
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
生
活
費
を
四

万
円
ぐ
ら
い
支
払
う
軽
費
老
人
ホ
ー

ム
等

の
施
設

が
併
せ

て
運
営

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
昭
和
五
四
年
四
月
一
日
よ
り

従
来

の
定
員
一
割
増
の
収
容
が
認

め
ら
れ
な
く
な

っ
た
た
め
、
定
員
八
〇

名
と
変

更
し
て
現
在
に
至

っ
て

い
る
。

南
箕
輪

老
人
ホ
ー
ム
の
定
員

の
変

遷
　
職
員
数
　

入
居
者

の
町
村
別
人
数
等

は

表
7
1
5
7
の
よ
う
で
あ
る
。

３
　

大
芝
ス

ポ
ー
ツ
公
園

南
箕
輪
村
大
芝
原
村
有
林
は
面
積
一
五
〇
・
二
五
に皿
の
平
地
林
で
赤
松
、
ひ
の

き
の
二
段
共
林
と
し
て
育
成
、
年

々
村
財
産
収
入
の
主
要
部
分
を
占
め
た
が
、
山

林
経
営
の
不

振
か
ら
財
政
基
盤
弱
体
化
の
改
善
、
村
民
憩
い
の
場
開
設
、
中

央
道

の
開
通
等
総
合
的
判

断
の
結
果

、
観

光
開
発

に
ふ
み
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。

①
　

野
　

球
　
場

・
建
設
年
度
　
昭
和
四
七
年
度
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入寮者の定員の変遷

表7-57　 南箕輪老人ホームの変遷と入寮者

第 ７章　新し い南箕輪

区　　　　　 分 34年１月～10月
34年11月 ～

38年 ６月
38年７月 38年 ８月こ

年 ３月

卜4年 ４月 ～

定　　　　　 員 30 50 75 75　　1　　80

取　　 扱　　 員 40 60 82 82　　1　　80

準　　 拠　　 法 生　　　 活　　　 保　　　 護　　　 法 老　人　福　祉　法

摘　　　　　 要 定　員　の　１　割　増　 が　認　 め　ら　れ　る　　　　　　1 定員１割増無し

職員の定数 の変遷

区　　　　　 分 34年１月～34年10月 34年11 月～38年 ６月 38年 ７月 ～54年 ３月 54年 ４月 ～58年４月

定　　　　　 員 ７ ９ 13～18 19 ～19

現　　　　　 員 ７ ９ 13～18 20 ～21

摘　　　　　 要
職員 の定数につい ては老 人福祉法施行に伴い 寮母 ・指導員・栄養士

等が毎年増員があり現 在に至 っている

入　　 寮　　 者　　 の　　 出　　身　　 地　　別　 （昭和58年度）

郡　　　 市　　　 名 町　　　 村　　　 名 人　　　　　　 数 摘　　　　　　　 要

上　 伊　 那　 郡

伊　　　 那　　　 市

駒　 ヶ　 根　 市

下　 伊　 那　 郡

辰　　　 野　　　 町

箕　　　 輪　　　 町

南　 箕　 輪　 村

長　　　 谷　　　 村

高　　　 遠　　　 町

飯　　　 島　　　 町

中　　　 川　　　 村

大　　　 鹿　　　 村

高　　　 森　　　 町

下　　　 条　　　 村

１０

１３

８

１

１０

５

２

１

１

２

５３

３

８

４

塩　　　 尻　　　 市

諏　　　 訪　　　 郡

諏　　　 訪　　　 市

南　 安　 曇　 郡

飯　　　 田　　　 市

下　 諏　 訪　 町

豊　　　 科　　　 町

８

１

１

１

１

合　　　　　　　　　　　　　　 計 80

卯 θ



新しい生活第5 節

面
積
　

一
万
四
四
二
八
。ｍ

建
設
費
　

三
一
〇
〇
万
円

昭
和
五
二
年
度
、
八
〇
〇
大
収
容
の
観
覧
席
を
建
設
、
経

費
は

Ｉ
〇

九
五
万
円

。

昭
和
五
八
年
度
の
使
用

状
況

、
一
般
開
放
、
二
四

一
回

、
早

起
き
野
球
、
二
〇
〇
回

、
使

用
団

体
、
一
〇
四

、
使
用

人
数

、
延

一
万

七
一
八
九
人
、
開
放
期
間
四

月
一
六
日
～

一
一

月

コ

二
日

、

㈲
　

陸

上

競

技

場

建
設
年
度
　

昭
和
四

八
年
度

面
積
　

一
万

八
五

九
九
丿

建
設
費
　

一
〇
五
〇
万
円

昭
和
五
八
年
度
使
用
状
況

昼
、
一
九
四
回
、
夜
（
夜
間
照
明
）
二
五
六
回
、
使
用
団

体
、

コ

ー七
、
使
用
人
数
、
延

一
万
八
三
五
三
人
、
開
放
期
間

四
月
一
三
日

～
一
一
月

二

百

図7-84　 陸上競技場 は冬季 間スケート場 とな る

( 写真はナイトスケート)

冬
期
は

ス
ケ
ー
ト
場
と
し
て
使
用
　

延
、
一
万

六
一
八
五
人
、

二
一
月
三
〇
日

～

二
月
一
七
日

ま
で

③
　

プ
　

ー
　

ル
　
　
　

ｙ

五
〇
ｍ

プ
ー
ル

建
設

年
度
　

昭
和
四
九
年
度

敷
地
面

積
　

一
万
〇

八
七
八
丿

使
用
状
況
　

二
万

二
〇

八
四

人
（
夜
間

七
日
間
開
放

八
七
人
）
五

八
年
度

五
〇
ｍ

、
ハ

コ
ー
ス
、
水
深

、

コ

ーＯ
～

一
四
〇
ｍ

二
五
ｍ

プ
ー
ル
　
幼
児

プ
ー
ル
併
設

建
設

年
度
　

昭
和
五
四
年
度

使
用
状
況
　

二
万
二
〇

八
四
人

(4

テ

ニ
ス

コ

ー
ト

敷
地
面
積
　

三
六
〇
〇
。ｍ
　
六
面

建
設
費
　

ニ

ー
九

丁

三
万
円

昭
和
五
八
年
使
用

状
況
　

昼

二

二

日
、
夜
七
五
日

開
放
、
延
五
五
九
八
人
使
用

全
天

候
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
三
面
　

昭
和
五
九
年
、
完
成
　
建

設
費
二
〇
〇

〇
万
円

、
四

月
一

四
日

オ
ー
プ
ン

⑤
　

ア

ー

チ

ェ

リ

ー
場

建
設
年
度
　

昭
和
四

七
年
度

建
設
費
　

二

九
三
万
円

フ
イ
ル
ド

コ
ー
ス
　
ニ
ハ

、
ミ

ニ
コ
ー
ス
　
六

㈲
　

憩

い

の

家

大

芝

荘

体
育
施
設
等
利
用
者

の
た
め

の
休
憩
宿
泊
施
設
と
し
て
昭
和
四
八
年
に
完
成
し
た
大
芝
荘

が
あ

る
。

五

三

国

体

、

ソ

フ

ト

ボ

ー

ル

会

場

に

そ

な

え

て

、
大

浴

槽

及

び
調

理

場

等

が

改

築

さ

れ

、

昭

和

五

四

年

に

は

、

宿

泊

者

六

一

九

八

人

、

日

帰

り

利
用

者

、

三

万

八

九

二

七

人
、

計

四

万

五

二

一
五

人

の
利

用

者

か

お

り
、

そ

の
利

用

額

は

六

〇

〇

〇

卯7
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新しい生活第5 節

万
円
を
こ
え
て
い
る
。
ほ
か
に
昭
和
五
四
年
に
、
大
学
ラ
ー
メ
メ
ン
店
舗
、
昭
和

五
五
年
に
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
施
設
二
棟
が
設
置
さ
れ
、
好
評
を
得
、
利
用
者

が
多

べ

○

し⑦
　

大
　

芝
　

池

大

芝
荘
の
南
側
の
位
置
に
、
約
九
九
〇
〇
㎡

の
面
積

の
人
造
池

を
計
画
し

た
。

こ
の
事
業
は
都
市

計
画

公
園
事
業
と
し
て
行

な
わ
れ
、
昭
和
五
五
年

よ
り
五

七
年

ま
で
の
三
か
年
計
画

で
完
成
を
み
た
。
総
工
費
、
約
一
億
円

。

大

芝
池
は
六
五
〇
〇
ｊ

と
二
八
〇
〇
。ｍ
の
ふ

た
つ
の
池

を
滝
で
結

び
、
そ

れ
ぞ

れ
の
池

に
二
三
〇
〇

。ｍ
と
九
五
八
。ｍ
の
州
浜
を
設
け
、
子

ど
も
が
水
遊

び
で
き

る

よ
う
に

す
る
と
と
も
に
大

き
な
池
に
は
一
四
五
。ｍ
の
中
島
を
設
け
橋
で

つ
な

い
で

い
る
。
ま
た
大

き
な
池

に
は
ニ
シ
キ
ゴ
イ
、
小
さ
な
池
に
は

マ
ス

ー
イ
ワ
ナ
等

を

放
流

し
て
い
る
。
湖

水
の
水
は
約
三
ｈ
先

の
一
級
河
川

・
大
泉
川
の
清
流
よ
り
引

水

夭

泉
下
井
）
し

て
い
る
。
湖
水

の
周
囲

は
八
五
〇
〇
ｊ

の
芝

張

り

と

な
っ
て

お
り
、

そ
の
他

は
村
木
で

あ
る
赤
松
等

で
お
お
わ
れ
て
い
る

ぼ
か
、
大
型
遊

具
、

憩

い
の
広
場

が
設
置

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
引

水
及

び
放

水
路
の
川

端
に
は
た
く

さ
ん
の
花
菖
蒲

を
植
え
、
五
月

か
ら
六
月
に

か
け
て
の
開

花
期

に
は
実
に
美
し
く

咲
き
乱

れ
、
訪

れ
る
人

の
目

を
楽
し

ま
せ

る
な

ど
年
間

を
通
じ
て
地
域
住
民

は
も

ち

ろ
ん
、
他
地
域
の
人

々
な

ど
多

く
の
人

々
に
親
し

ま
れ
て
い
る
。

な
お
、
大
芝
運
動
公
園
の
建
設
整
備
は
現
在
進
行
中
で
あ
り
、
そ

の
基
本
計
画

は
図
7
1
8
5
の
よ
う
で
あ

る
。

４
　

村
民
体
育
館

建
設
年
度
　
昭
和
五
一
年
度

敷
地
面
積
　
六
四
〇

Ｔ
ｍ

建
設
面
積
　
一
八
五
九
丿

総
工
事
費
　
二
億
五
三
五
六
万
八
〇
〇
〇
円

昭
和
五
七
年
使
用
状
況

ア
リ
ー
ナ
使
用
、
一
万

六
八
二
一
人
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
使
用

、
三
二
四

人
、
卓
球

室
使

用

、
一
五
三
二
人
、
道
場
使
用

、

コ

ー九
八
人
、
会
議

、
ミ

土

ア
ン
グ
室
使
用
、

六
九
八

人
、
合
計
二

二
万
〇
六
七
三
人
。

そ

の

他

に
、

学

校
開

放

体

育

施
設

と

し

て

小

・
中

学

校

の
校

庭

と

体
育

館

の
利

用

が
行

わ

れ

て

い
る

が
、

小
中

併

せ

て

、

校

庭
利

用

、

七

コ
（

○

大
、

体
育

館

使

用
　

二

三

二

三

人

と

な

っ
て

い
る

。

聯
　

保

健

衛

生

の

進

歩

１
　

戦

後

の

保

健

衛

生

行

政

戦

後
、

わ

が
国

の
保

健

衛

生
行

政

は

め

ざ

ま
し

い

進
展

を

と
げ

た

。
と

く
に

、

伝

染
病

に

よ

る
死

亡

率

の
低

下

、

公

衆
衛

生

サ

ー

ビ

ス

・
医

療

サ

ー

ビ

ス

の

向

上

・
医

療

技

術

・
医

療

装

置

の
進

歩

は
目

ざ

ま
し

く
、

健

康

に

し

て
文

化

的

な

国

民

生

活

を
営

む

こ
と

の
で

き

る
状

態

に

近

づ

い

て

い

る

。

し

か
し

、

こ

の
よ

う

な

現

状

に

達

す

る

た

め
、

保

健

衛

生

行

政

に

は
真

剣

な

努

力

が

は
ら

わ

れ
て

き

た

の
で

あ

っ
て

、

戦

後

の
村

の
保

健

衛

生

行

政

は
各

種

施

行

法

、

各

種

条

例

の
も

と

、

役

場

生

活

課

を

中

心

に

推

進

さ

れ

て

来

た

。

ま

た

、

村

内

各

区

よ

り

選

ば

れ

た

衛

生

部

長

、

各

組

衛

生

係

が

保

健

衛

生

業

務

に

協

力

し

、

各

地

区

で

の

保

健

衛

生

の

向

上

を

目

指

し

、

村

と

一

体

と

な

っ
て

努

力

し

た

結

果

で

あ

る

。

し

か

し
、

高
度

経

済
成

長

に

よ

る
食

生

活

の
変

化

等
に

よ

犬

脳

卒
中

、

心

臓

病

等

が
多

く

な

り
、

ま

た
、

各

種

ガ

ン

に

よ

る
死

亡

率

が

高

位

を
占

め

る

よ

う
に

な

り
、

公

害

の
発

生

や
、

交

通

事
故

の
多

発

な

ど
、

健

康

に

対

す

る
国

民

的

な
課

題

も

新

た
に

生

ま

れ

て

い
る

。

本

村

の
昭

和

五
〇

年

代

に

お

け

る
、

保
健

衛

生
行

政
中

、

予

防

接

種
、

結

核
健

康

診

断
、

成

人
病

検

診

等

の

状
況

は
表

７
－
5
8
の

よ

う

で

あ

る

。

２
　

保

健

セ

ン

タ

ー

昭

和

五

七

年

三

月

、
村

民

八

七
〇

〇

人

の
健

康
管

理
、

健

康

づ
く

り

推

進

の
中

夕月



１

予 防接種貪数（人 ）

表7-58　 昭和50年代南箕輪の予防接種と成人 病検診

第７章　新しい南 箕輪

ル ノ ノ 52 53 54 55 56

日　本　脳　炎

インフルエンザ

生 ワ ク チ ン

三　種　混　合

麻　　 し　　 ん

風　　し　　 ん

471

3,010

275

213

638

3,008

247

467

124

47

656

2,985

290

248

69

49

362

2,625

336

480

118

35

458

2,572

258

603

63

27

２　結核健康診断（人）

影

査
撮
検

接

密

間

精

３

成人病検診（人）

2,137

29

受 診対象者

２ 066

29

1,827

18

受　診　者 要　観　察

2,140

28

要

1,862

37

導 要　医　療

２
　

３

」
Ｑ
　
｣

ｎ

54

55

56

3,707

3,804

4,074

2,693

4,254

979

1,070

1,041

1,044

1,135

（1） 循環器検診

正　　　 常

533

550

512

240

608

（2） 胃　 検　 診

227

283

375

74

指

－薦

5
　

Ｃ
　

Ｑ
　

９

Ｃ
　

Ｃ
　

Ｑ
　

」
Ｑ

N
　

Ｎ

223

141

163

199

お～言 対象 者(希望) 受　 診　者 異 常 な し 要 精 検 者 要 医 療 者 要医療　％

52

53

54

55

56

480

461

493

483

584

364

405

390

383

508

356

330

304

340

445

8

75

86

48

63

11

20

12

19

2.7

5.1

3.1

3.7

（3） 婦 人 検 診

琵 母 対 象者(希望) 受　診　者 異 常 な し 要 精 検 者

53

54

55

56

439

488

488

540

331

367

356

363

322

362

335

356

９

５

２１

７

凹4



新しい生活節第 ５

図7-86　 保健センター

心

と
し
、

ま
た
、
村

の
保
健
衛

生
業

務
の
中

心
と
し
て
南
箕
輪

村

保
健

セ
ン
タ
ー
が
建
設

さ
れ

た
。
現
在

は
各
種
予
防
接

種
・

各
種
検

診
の
ほ
か

に

健

康

相

談

・
健
康
教

室
な
ど
総
合

的
な

保
健

サ
ー
ビ
ス
の
拠
点
と
な

っ

て
い
る
。

①

建

設

概

要

建
設
費
　
九
五
九
三
万
二
〇
〇

○
円

建
設
規
模
・
構
造
　
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ド
ニ
階
建
、
約
五
〇
〇

施
設
内
容

管
理
部
門
　
　
　
事
務
室
　
資
料
室

保
健
指
導
部
門
　
保
健
相
談
室

保
健
増
進
部
門
　
栄
養
指
導
実
習
室

検
診
部
門
　
　
　
検
診
室
　
検
査
室

共
通
部
門
　
　
　
会
議
室
　
待
合
室
　
便
所

㈲
　
利

用

運

営

昭
和
五
三
年
か
ら
国
民
健
康
づ
く
り
事
業
を
、
昭
和
五
五
年
か
ら
は
新
た
に
婦

人
の
健
康
づ
く
り
事
業
を
導
入
し
、
住
民
の
健
康
づ
く
り
に
積
極
的
に
取
り
組
ん

で
き
た
。
こ
う
し
た
事
業
の
教
室
・
指
導
を
効
率
的
に
配
置
し
・
さ
ら
に
一
般
検

診
・
予
防
接
種
等
の
効
果
的
な
利
用
運
営
を
図
っ
て
い
る
。

昭
和
五
八
年
度
の
保
健
セ
ン
タ
ー
使
用
の
状
況
は
表
７
－
5
9
の
よ
う
で
あ
る
。

３
　

多
様
化

す
る
保
健
衛
生
業
務

巾

清

掃

事

業

ご
み
の
収
集

処
分
に

つ
い
て
は
、

戦
後
、

青
年
会
等
が
中

心
に
年
六
～
一
二
回

程
度
収
集

し
て
い
た
が
、
昭
和

三
九
年
六
月
塵
芥
等
処
理
対
策
協
議

会

が

村

当

局
、
議

会
議
員
・
青
年

会
・
婦

人
会
に
よ
っ
て
結
成
さ

れ
、
塵
芥
処
理
研

究
委
員

会
が
設
置

さ

れ
た
。
そ
の
研

究
成
果

を
も
と
に
、
昭

和
三
九
年
一
一
月
、
塵
芥
処

理
場

の
建
設
に
着

手
し
、

コ

ー月

二
五
日
、
総
工

費
三
八
万
円

で
竣
工

さ

れ
、
翌

四
〇
年

よ
り
村
に

よ
る
収
集

が
開

始
さ

れ
た
。
そ
の
後
収
集

を
業
者
委
託
と
し
、

昭
和
五

一
年
に

は
新
処
理
揚

の
建
設

を
み

た
。
昭
和
四

七
年

三
月

本
村

は
「

廃
棄

物

の
処
理
及

び
清
掃
に
関

す
る
法
律
」
（
四
五
年
一
二
月
成
立
）
に
基

づ

き
「
南

箕

輪
村
廃
棄
物

の
処
理
及

び
清
掃
に
関

す
る
条
例
」

を
制

定
し
、

そ

れ
に
よ
っ
て
現

在

は
役
場

生
活
課

を
中
心
に

各
地

の
衛

生
部
長

の
協
力

を
得

て
、

お
よ
そ
次
の
よ

図ｱｰ87　 村営不燃物処理場（大芝 ）

う
な
業
務
を
行

っ
て

い
る
。

不
燃

物
の
収
集
処
理
　

村
内
業

者
に

委
託

収
集

処
理

を
行

な
う
も

の
で
毎
月
決

め
ら

れ
た
日
　（
毎
月

二
回
）

に

ガ
ラ

ス
、
陶
器
類

と
金

物
類
に
分
類

し
て
村
内

七
二
か
所

に
提
出

す
る
も
の
で
、
大
芝

の
南

箕
輪
村
不
燃
物
処
理
場
に

お
い
て

処
理

さ

れ
る
。
こ

の
施
設

は
昭
和

五

一
年

七
月

一
日
着
工
、
同

一
〇

月

二
〇
日
竣
工
し

た
も

の
で
、
総

工
費

は

コ
（

Ｉ
○
万
円
、
処
理
能

力

は

Ｉ
〇
ｔ

の
不
燃
物

を
五
時
間

で
処
理
し
、
金
物
類

は
プ
レ
ス
し

卯5



表7-59　58 年度保健センター使用状況

第 ７章　新し い南箕輪

項　　　　　　　 目 回　数 人 員 備　　　　　　　　　　　　　　　 考

母

子

保

健

乳　　 児　　 健　　 診

４　ヵ　月　児　健　診

１ 歳 ６ ヵ 月 児 健 診

３　 歳　 児　 健　 診

育　　 児　　 相　　 談

６　ヵ　 月　児　 相　談

移　動　児　 童　相　談

母　　 子　　 訓　　 練

12

10

5

5

12

12

3

1

342

123

127

146

24

108

18

5

２ヵ 月　９ヵ 月　12ヵ月児対象

離 乳食 相談 も実施

諏訪児童 相談所 より来庁し相談実施

信濃医療 福祉センターよりＰＴ 等来庁し実施

予

防

接

種

ポ　　　　 リ　　　　 ォ

麻　　　　　　　　 疹

日　　 本　　 脳　　 炎

イ ン フ ル ェ ン ザ

ツ　反　 ・　Ｂ　 Ｃ　Ｇ

三　　 種　　 混　　 合

２

１

４

４

４

１２

222

62

588

376

380

485

春， 秋１回

ッ反 ２回，ＢＣＧ ２回

月１回

各

種

検

診

胃　　　　 検　　　　 診

乳　　 房　　 検　　 診

婦　 人　 科　 検　 診

婦 人 の 健 康 診 査

結 核 健 康 診 査（精）

循　 環　 器　 検　 診

検 診 の 結 果 説 明 会

４

３

３

４

１

１

４

165

201

163

304

5

71

256

６月 ２回， ３月 ２回

管理検診

循環器検診，胃検診，婦人の健康診査 者

教

室

相

談

健　　 康　　 相　　 談

健　　 康　　 教　　 室

わ　 か　 ば　 教　 室

す　こ　や　 か　教　室

病　　 態　　 教　　 室

健 康 教 室 Ｏ Ｂ 会

11

10

10

3

1

2

4S

455

472

21

7

15

受講生50名

受講生50名

受講生 ７名

循環器検診 の結果異常者

会

議

健 康 増 進 推 進 員 会

保 健 婦 打 合 せ 会

13

5

325

21

推進員会10回，役員会３回

そ

の

他

検 診 カ ー ド 等 の 整 理

健康に関する 調 理 実 習

献　　　　　　　　 血

健 康 づ く り の 集 い

そ の他の事業 及 び 会 議

72

4

3

1

52

92

260

283

胃検診，循環器検診，婦人科 検診

分

類

別

集

計

母　　 子　　 保　　 健

予　　 防　　 接　　 種

検　　　　　　　　　 診

教　 室　　・　　相　 談

会　　　　　　　　　 議

そ　　　　 の　　　　 他

60

27

20

37

18

132

893

2,113

1,165

1,018

340

635

計 294 5,146
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新しい生活節第 ５

800

700･

不燃物

600

500

400

。一一 可 燃 物
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／／
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300

200

100

52　　53　　54　　55　　56　　57　　5851

図7-88　 南箕輪におけるご み処理量の増加

表7-60　 ご み収集容器設置数（昭和60.7. 現在）

区　名
配　置
揚所数

区　名
配　置

揚所数
区　名

配　置
場所数

久　保

中　込

塩ﾉ 井

大　泉

か所
6

2//

5//

8//

北 殿

南 殿

田　畑

神 子柴

か所17

5//

10//

11//

沢　尻

南　原

大　芝

北　原

か所
8

8//

3//

1//

て
業
者
に

売
却
し
、

ガ
ラ

ス
類

は
粉
砕
し

て
埋
立
地
に
捨

て
る
。
昭

和
五
九
年
度

よ
り
廃
棄
家
電
物

は
別
袋
に
入

れ
、
処
理

す
る
こ
と
に

な
っ
た
。

可
燃

物
等

生
ご
み
の
収
集
処
理
　

業
者
委
託
で
提
出
期
日
は
ご
み
処
理
計
画
表

（
夏
期
は
月
八
～
九
回
、

冬
期
は
四
～
五
回
収
集
）
に
よ
り
村
で
指
定
し

た
袋
に
入

れ

て
村
内
四
二

か
所
、
地
域
ご
と
に
提
出
で
き
る
こ
と
に
な

っ
て

い
る
。

し
尿
処
理
　

昭
和
五
三
年
一
一
月
か
ら
汲
取
業
者

の
地
区
割
制
を
実
施
し
、
現

在
光
商
会
、
共
栄
衛
生
舎
に
よ

っ
て
汲
み
取

り
が
行

な
わ

れ
、
一
般
家
庭
は
定
期

定
額
制
か
重
量
制
と
な

っ
て

い
る
。
な
お
、
し
尿

処
理
に
関

し
て
は
、
伊

那
中

央

保
健
衛
生
施
設

組
合

に
よ
っ
て
行

な
わ

れ
る
が
、
南
箕
輪
村

と
し
て
も
各
地
区

か

ら
選
出
さ
れ
た
衛

生
部
長

の
中

か
ら
毎
年

二
名

を
協
力
員

と
し
て
選

び
、
衛

生
セ

レ
タ

ー

の

モ

ニ

タ

ー

と

し

て
、

し
尿

処
理

に

関

す

る

一
般

住

民

の
苦

情

等

を
聴

取

し
、

年

二

大

二
回

開

か

れ

る
会

議

に

意

見

を
反

映

す

る

こ

と

と
し

て

い

る

。

河

川

、

道

路
の

清

掃
　

河

川

愛

護

と

生

活

環

境

整

備

の

た

め
、

毎

年

八

月

、

村

内

一
斉

に

河

川

情

掃

を

行

う

。

各

区

の
区

長

・

衛

生

部

長

・

土

木

部

長

が

中

心

に

各

戸

一
名

以

上

が

参

加

、

河

川

内

外

の
廃

棄

物

の
除

去

・

雑

草

の
除

去

・

放

置

物

の

除

去

を

目

的

に

行

な

わ

れ

る

。

な

お

、

参

加

者

に

は

若

干

の
補

助

か

お

る

。

村

内

一

斉

清

掃
　

廃

棄

物

の
処

理
及

び
清

掃

に

関

し

て

は
条

例

、

第

四

条

・

第

三
項

の

規

定

（
建
物
の
占
有
者

は
建

物
内

全
般

に
わ
た

っ

て
清
潔
に
す

る
た
め
村
長

が
定

め
る
計
画
に
し
た
が

い
年
二
回
以
上
大
掃
除
を
実
行
し
な

け

れ

ば
な
ら
な

い
。
）

に

よ

り

、

春

秋

二

回

、

村

内

一
斉

に

大

掃

除

を
実

施

し

、

生

活

環

境

の
整

備

と

保

全

に

つ
と

め
、

清

潔

に

し

て
、

健

康

な

生

活

環

境

の
保

持

に

つ
と

め

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

そ

の
た

め

と

く

に

、

次

の
場

所

を

重

点

に

定

め

実

施

す

る

。

一
般
家
庭
　
住
宅

の
内
外

、
便
所

、
畜
舎

、
堆
肥
舎

、
倉
庫

、
ご
み
捨
場
、
雑
排
水
及

び
放
流
先

（
水
路
）

工
場
・
事
業
所
等
　

事
務
所
・
店
舗
・
工
場
・
倉
庫
・
食
堂
・
便
所
・
そ

の
他
付
属
建

物
、
廃
棄
物

の
処
理
場
、
排
水
路
及

び
放
流
先
。

公
共
用
建
物
　

建
物
の
内
外
、
便
所
、
廃
棄

物
の
処
理
場

、
排

水
路
お
よ
び
放
流
先
。

各

地
区

の

実

状

に

応

じ
用

水

路

、

道

路

側

溝

等

の

清

掃

、

な

お

当

日

は

村

内

一

斉

う

じ

駆

除

お

よ

び
床
下

消

毒

も

実

施

さ

れ

る

。

村

内

一

斉

清

掃

点

検
　

春

秋

一
斉

清

掃

の
点

検

は

各
区

衛

生
部

長

・

各

衛

生

係

・

役
場

生

活

課
職

員

で

点
検

班

を

構
成

し
、

春

秋

は

点
検

区

内

に

あ

る

一

般
住

宅

の
内

外

の
清

掃

状

況

、

と

く
に

、

排

水

、

ご
み

処

理

状

況

な

ど

を
点

検

し

、

点

検

指

導

票

を
配

布

し

、

ス
テ

ッ

カ

ー

を
点

検

の
証

と

し

て
各

戸

に

は

る
こ

と

を
行

卯7



第７章　新しい南 箕輪

つ
た
。
秋
季
は
主
に
、
共
同
で
使
う
ご
み
集
積
場
の
見
回
犬

山
林
・
道
路
・
河

川
に
捨
て
ら
れ
て
あ
る
廃
棄
物
の
現
状
に
つ
い
て
点
検
を
行
っ
た
。
こ
う
い
う
方

法
に
よ
る
点
検
は
、
昭
和
五
六
年
以
後
廃
止
さ
れ
た
。

②
　
環
境
衛
生
事
業

雑
排
水
の
処
理
　
家
庭
雑
排
水
は
従
来
、
縦
穴
に
よ
る
直
接
地
下
浸
透
か
河
川

等
へ
の
放
流
に
よ
っ
て
処
理
し
て
い
た
。
し
か
し
近
年
に
な
っ
て
人
口
急
増
に
伴

っ
て
住
宅
新
築
が
進
み
、
生
活
排
水
の
た
れ
流
し
が
問
題
に
な
っ
て
き
た
。
本
村

で
は
昭
和
五
一
年
三
月
「
南
箕
輪
村
公
害
防
止
条
例
」
を
制
定
し
た
。
そ
の
う
ち

雑
排
水
に
つ
い
て
の
規
則
に
よ
る
と
、
「
生
活
排
水
及
び
事
業
排
水
を
排
出

し
よ

う
と
す
る
者
は
、
村
長
が
認
め
る
土
壌
浄
化
方
式
に
よ
る
排
水
処
理
施
設
又
は
排

水
中
の
有
機
物
そ
の
他
を
沈
澱
浮
上
分
離
し
、
ろ
過
も
し
く
は
酸
化
分
解
の
で
き

表7-61　 土壌浄化方式施設に対する村の 補助

①

補 助 の 対 象 浄化槽の種類 補　　助　　 額

生活排水処理施設

を新 たに設置する

もので１基当りの

総経費20,000 円以

上 のもの

土

壌

浄

化

方

式

(1)雑排水処理

施設

１基 当りの設置費

の30％以内， ただ

し最 高限 度額

40,000円

(2)し尿浄化処

理施設

１基当りの設置費

の10％以内，ただ

し最高限度額

80,000円

(3)雑排水 十し

尿浄化処理

施設

同一世帯で(1)・(2)

の処理施設 を設置

し トレ ンチで合併

処理す る施設には

最高限度額

110,000 円

3槽式以上の浄化槽

１基当 りの設置費

の30％以内， ただ

し最 高限度額

5,000円

②

る
機
能
を
有
す
る
三
槽
式
以
上
の
浄
化
槽
を
設
置
し
、
排
水
処
理
を
す
る
よ
う
務

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
た
。「
前
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
施
行

の
際
現
存
す
る
建
築
物
又
は
工
事
中
の
建
築
物
の
生
活
排
水
及
び
事
業
排
水
に
つ

い
て
も
適
用
す
る
」
と
さ
れ
た
。

五
三
年
に
は
土
壌
浄
化
方
式
又
は
三
槽
式
以
上
の
浄
化
槽
を
設
置
す
る
者
に
対

し
て
は
補
助
金
を
交
付
す
る
要
綱
を
定
め
て
、
河
川
及
び
地
下
の
水
質
汚
濁
を
防

止
し
て
生
活
環
境
の
保
全
を
図
る
こ
と
に
し
た
。
五
九
年
三
月
一
九
日
の
条
例
に

よ
る
補
助
の
要
綱
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

表
７
－
6
1
の
②
は
同
表
①
に
よ
る
算
定
額
に
そ
れ
ぞ
れ
二
割
又
は
三
割
を
加
え

た
額
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
に
よ
り
雑
排
水
適
正
処
理
五
か
年
計
画
に
よ
る

進
行
状
況
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

区　　　　　 分 割　　　　合

（1） 集団で設置する場合
12
一一10

（2） 共同の施設 を設置する場 合
13
－10

目標・65年度までに50％

20. 1％

21.4 ％

22.8 ％

25. 0％

年６
　

７
　

８
　

ｎ
　

ｏ

」
Ｑ
　

」ｒ
）
｣

ｒ
）

」
Ｑ
　

Ｑ

土
壌
浄
化
法
と
は
、
地
表
面

一
ｍ
く
ら
い
の
土
壌
に
せ
い
息

し
て
い
る
土
壌
動
物
・
土
壌
微

生
物
・
植
物
根
な
ど
を
活
用

し
、
ま
た
土
壌
そ
の
も
の
が
も

っ
て
い
る
物
理
的
、
化
学
的
性

質
を
利
用
し
て
排
水
を
浄
化
し

よ
う
と
す
る
工
法
で
あ
る
。

古
来
か
ら
、
土
を
掘
っ
て
汚

物
を
埋
め
で
お
く
こ
と
は
、
世

界
中
の
ど
の
民
族
も
行
な
っ
て

い
た
慣
習
で
、
し
か
も
最
も
確

実
な
汚
物
の
処
理
法

で
あ
っ

た
。こ

の
原
理
を
利
用
し
、
土
中

卯8



第 ５節　新しい生活

土壌の中で汚水が浄化されます∧
トレンチ内の水の動き

／

･へ！　　　　　;ノ

黒

①　 窒 素やリンな どは植物根 から吸収され ます

が有機 物をえさに槃殖 し，

これ を分 解し ます

②世型塹懇即
∩瓢 匹 ∩

匹
③こ ‾和 聶 ∩

ま む
ヰ∧y

さらに，微生物をえさとするミミズなどの土

壌動物が分解を進めます

④　土壌そのものが持っている，ろ過･ 吸着など

の物理的化学的な作用が相乗的に働きます

⑤

Ｘ
万とでj?で力浸透は

ト レ ンチ ので きる まで

に
溝
を
掘
り
散
水
管

を
布
設

し
、
土

の
粒
子

の
毛
細
管
現
象
に

よ
り
汚
水

を
浸
潤

さ
せ
て
土
中

の
比
較
的
浅
い
部

分
で
浄
化
さ
せ
る
方
法

が
土

壌
浄
化

法
で
あ
る
。

床
下

消
毒
　

春
の
村
内
一
斉
清
掃
に
併

せ
て
実

施
さ
れ
て
い
る
。
一
戸
当

た
り

五
〇
〇

グ
ラ

ム
の
ス
ミ
チ
オ
ン
粉
剤

を
村

で
無
償
配

布
す
る
。

ウ

ジ
駆

除
　
床
下

消
毒
と
同

じ
く
、

春
の
村
内
一
斉

清
掃
時

に
ノ
ッ
ク
ダ
ウ
ン

〇

・
八
水
溶
剤

を
村

で
無

償
配

布
す
る
。

③レキ，アミ，土の順に埋 め

て完成

②砂を敷き，水平に散水管を

置く

①床掘りし，合成 シートを敷

く

土 壊浄化法の浄化のしくみ図6-89

家
ネ
ズ
ミ
駆
除
　
運
動
月
間
、
二
月
・
一
一
月
に
ネ
ズ
ミ
駆
除

を
行
な
う
。
村
で
薬
を
あ
っ
せ
ん
し
、
各
家
庭
で
駆
除
。

ブ
ユ
駆
除
　
ブ
ユ
の
幼
虫
は
流
れ
が
速
く
、
き
れ
い
な
水
に
生

息
し
て
い
る
。
各
区
用
水
路
に
六
～
八
月
の
第
三
日
曜
日
に
投
薬

を
し
駆
除
す
る
。

㈲

防

疫

事

業

伝
染
病
予
防
業
務
　
保
健
所
の
指
示
に
よ
り
、
発
生
の
防
止
、

そ
の
処
理
（
収
容
・
消
毒
）
に
つ
い
て
業
務
を
行
う
。

結
核
健
康
診
断
業
務
　
保
育
園
児
・
小
中
学
校
児
童
生
徒
に
ツ

ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
診
・
Ｂ
Ｃ
Ｇ
接
種
・
一
般
対
象
者
に
六
月
・

レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影
の
実
施
。

各
種
予
防
接
種
業
務
　
法
定
伝
染
病
の
ジ
フ
テ
リ
ア
・
日
本
脳

炎
・
破
傷
風
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
・
凰
し
ん
等
の
予
防
接
種
を
行

㈲
　
成
人
病
予
防
事
業

胃
集
団
検
診
業
務
　
三
〇
歳
以
上
の
全
村
民
対
象
、
希
望
者
は

一
〇
〇
〇
円
の
個
人
負
担
。

脳
卒
中
検
診
業
務
　
一
般
に
い
う
循
環
器
検
診
の
中
で
三
五
歳

以
上
全
員
が
検
診
を
受
け
る
。
一
〇
〇
〇
円
個
人
負
担
。

子
宮
ガ
ン
検
診
業
務
　
五
〇
〇
円
個
人
負
担
。

㈲
　
そ
の
他
の
業
務

狂
犬
病
予
防
事
業
　
登
録
と
予
防
接
種
　
狂
犬
病
予
防
法
に
基
づ
き
年
一
回
の

登
録
と
年
四
月
・
一
〇
月
の
二
回
の
予
防
接
種
を
行
っ
て
き
た
が
昭
和
六
〇
年
か

ら
一
回
に
な
っ
た
。
不
用
犬
の
回
収
は
保
健
所
で
野
犬
の
捕
獲
は
市
町
村
と
保
健

所
で
行
な
う
。

精
神
衛
生
関
係
業
務
　
精
神
障
害
者
の
保
護
　
収
容
等
を
行
う
。

卯 夕



新しい南箕輪第7 章

食
品
衛
生
関
係
業
務
　

食
品
取
扱

い
業
者

の
許
可

、
検
使
　

し
尿

浄
化
槽

の
健
全
な
管
理
運
営
を
し
、
水
質
汚
濁
防
止
に
努

め
る
と
と

も
に
、
設
置
者

の
組
合
、
し
尿
浄
化
槽
維
持
管
理
組
合

の
事
務
局
を

担
当

す
る

墓
地
関
係
業

務
　
墓
地
公
園

の
管
理
運
営
、
使
用
許
可
等

其

の
他
の
業

務
　
献

血
業
務

は
村
民
対
象
に
年
四
回

。
ア
メ
リ
カ

シ

ロ
ヒ
ト

リ
の
駆
除

。
大
麻

・
ケ
シ
等

の
栽
培
撲
滅

。
公
害
関
係

の

苦
情
受
付
処
理
等

の
公
害
関
係
業
務

を
行

う
。

４
　

国

民
健
康
保
険

戦
前
に
制
定

さ
れ
た
国
民
健
康
保
険
法

は
任
意
設

立
、
任
意
加
入

で
あ

っ
た
が
南
箕
輪
村

で
は
昭
和

一
八
年

ご
ろ
国
民
健
康
保
険
組
合

が
設

立
さ
れ
た
。
し
か
し
、
間
も
な

く
終
戦
と
な
り
、
社
会

の
混
乱

や

経
済
界

の
変
動

で
、

そ
の
運
営
は
困

難
を
き
わ
め
た
よ
う
で
あ
る
。

昭
和

二
二
年
、
法

の
改
正
か

お
り
、

こ
の
事
業

が
市
町
村

の
事
業

と
な
り
、

全
戸
義
務
加

入
と
変

っ
た
の
で
、

そ
の
業

務
が
役
場

に
移

行
さ
れ
、
全
村
民

を
対
象
と
し
て
、

南
箕
輪
村
国
民

健

康

保

険
、

（
以
下
国
保
と
い
う
）
と
し
て
新
発

足
し
、
同

年
、
九
月
一
日
よ
り
業

務
を
開

始
し
た
。
こ
の
保
険
も
初
め
の
う
ち
は
五
割
給
付

で
あ

っ
た

が
、
昭

和
三
八
年
に
は
世
帯
主
七
割
、
家
族
五
割
、
昭

和
四
三
年
よ

り
全
員
七
割
給
付
と
な

っ
た
。

ま
た
、
昭

和
四
九
年
に
は
高
額
療
養
制
度

の
発
足
、
基
金

の
積
立

て
が
開
始
さ
れ
た
。

昭

和
四
六
年
度
に
老
人
医

療
制
度
が
発

足
し
さ
ら
に
昭

和
五
八
年

二
月
一
日
、
老
人
保
険
法
が
施
行

さ
れ
て
今

日
に
至

っ
て

い
る
。

本
村
に
お
け
る
国
民

保
険
の
加

入
者
お
よ
び
保
険
税
収
納
状
況

お

よ
び
療
養
費
の
状
況

は
表
７
－
6
2
の
よ
う
で
あ

る
。

保険 税収納 ・療養費実績国保加入者表7-62

①　 国保加入者の推 移（ 南箕輪村）

上
国保加入者 （年間平均） 村の人 口（年度末） 割　　　　　 合

世　　　 帯 被保険者数 世　　　 帯 人　　 数 世　　 帯 人　　 数

昭和44

46

49

52

55

57

一
841戸

836

842

880

1,014

1,065

2,866人

2,775

2,672

2,65二）

2,829

2,834

一
1,522戸4

1,630

1,916

2,316

2,523

2,659

6,563人

6,908

7,702

8,282

9,005

9,399

55％

51

44

33

40

40

44％

40

35

32

31

30

②　保険税収納状況

二 千 保険税調定額 世帯 当たり調定額 被保険
者１人

当たり調定額
収　 納　 額 収　 納　 率

昭和49

52

55

58

32,420,510

63,813,790

91,199,320

109,810,470

97,000

72,516

89,940

99,787

11,000

23,909

32,237

44,765

32,372,590

69,702,870

90,638,470

108,958,320

99.55

99.83

99.89

99.22

療養給付費 ・診療費 の年度別実績表③

ノ 件　数 日　数 費　用　額 受診率 １件当たり
日　　　数

１件 当たり
費　用　額

被保険者１人当 たり

費用額 上昇率

昭和49

52

55

58

14,509

15,566

18,215

14,019

54,081

52,572

53,797

42,987

111,742,218

185,653,530

236,328,349

183,729,067

543,001

633,215

643,867

571,504

8.72

3.88

2.95

2,62

7,702

11,927

12,974

13,106

41,320

69,559

83,538

74,900

1.44

1.68

1.20

0.90
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第５節　新し い生活

５
　

福

祉

医

療

本

村

で

は
昭

和

四

八

年

八

月

三

〇

日

、

条

例

第

二

七

号

に

よ

っ
て

「

南

箕

輪

村

福

祉

医

療

費

給

付

金

条

例

」

を

制

定

し

て

老

人

等

の
医

療

費

を

給
付

す

る

こ

と

に

よ

っ
て

健

康

の
増

進

と

福

祉

の

向

上

に

寄

与

す

る

こ

と

を

は

か

っ

だ

。

こ

の

条

例

は

国

の

法

令

の

改

定

に

従

っ
て

数

度

の

改

定

を

経

て

き

た

が

概

略

は

次

の

と

お

り

で

あ

る

。

・
　
給
付
対
象
者
　

六
五
歳
以
上

の
独

り
暮
し

の
老

人
、

六
七
歳
以
上

の
低
所
得
者
、
乳

幼
児

、
重
度

心
身

障
害
者

、
母

子
家
庭

の
母
子
、
父
子
家
庭

の
父
子
等
。

た
だ
し
、
給
付

に
つ
い
て

は
本

人
お
よ

び
扶
養
者

の
所
得
に
よ

る
制
度
が
あ

る
。

・
　
給
付
金

の
額
　

こ

の
条
例
に
よ

る
給
付
金
支
給
額
は
医
療
保
険
に
よ
る
療
養
費
の
う

ち
国
民
健
康
保
険
法
に
よ

る
一
部
負
担
金

の
額
、
そ

の
他
各
種
共
済
組
合
法
に
よ
る
者

は
療
養
費

の
う
ち
個

人
負
担
に
相
当
す

る
額

。

６
　

健

康

づ

く

り
推

進
協

議

会

近

年

人

口

の
老

齢

化

や

栄

養

の
不

適

切

な

摂
取

、

運

動
不

足

等

に
伴

い
、

高

血

圧

や

心

臓

病

等

の
循

環

器

疾

患

や

肥

満

お

よ

び

肥

満

と
関

係

あ

る
糖

尿

病

等

の
代

謝

異

常

疾

患

や

貧

血

等

の

増
加

が

大

き

な
問

題

と

な

っ
て

い
る

。

こ

れ

ら

の
問

題

に

対

処

す

る

た

め

、

自

分

の
健

康

は
自

分

で
守

る

と

い
う

認
識

の

も

と
に

各

人

が

日

常

生

活

に

お

い
て

栄

養

・

運
動

・

休

養

の

バ

ラ

ン

ス
を

と

る

こ

と

を
基

調

と

し

て

、

地
域

住
民

に

密

着

し

た

総
合

的
健

康

づ

く

り

対

策

を
積

極

的

に

推

進

す

る

必

要

か

お

る

と

す

る
厚

生

省

や
県

衛

生
部

、

伊

那

保
健

所

な

ど

の
要

請

を
受

け

て
昭

和

五

三
年

度

に
本

村

に

も
、

健

康

づ

く

り

推

進
協

議

会

が
設

置

さ

れ

た

。

印
　

事

業

実

施

主

体

と

協

議

会

の
構

成

保
健

所
　

保

健

所

長

は
、

市

町

村

が
実

施

す

る
健

康

づ

く

り
推

進

事

業

が

円

滑

に

行

わ

れ

る

よ

う
に

指

導

援

助

を
行

う

。

市

町

村
　

実

施

主

体

は
市

町

村

で

、

市

町

村

長

は

こ

の
事

業

を

円

滑

に

推

進

す

る

た

め
、

関

係

行

政

機

関

、

民

間

団

体

等

と

連

絡

を

密

に

し

、

協

力

を

得

て

事

業

を
実
施
す
る
。

南
箕

輪
村
健
康
づ

く
り
推
進
協
議
会
の
構
成
（
昭
和
五
四
年
度
）
　
村
長
・
村
会

議
長
・
国
保
運
営
委
員
会
会
長
・
南
箕
輪
地
区
医

師
（
二
名
）
　・
教
育
長
・
健
康

推
進
委
員
代
表
三
名
・
婦
人
会
代
表
二
名
・
衛
生
部
長
会
長
・
農
協
事
業
所
長
・

伊
那
保
健
所
長
・
以

上
一
四
名

㈲

事

業

内

容

推
進
協
議
会
　
年
間

三
回

開
会
し
、
年
間

事
業

計
画

の
作
成
、
検

診
、
健

康
教

室
な

ど
の
日
程
調
整
、
健
康
づ
く
り
の
集

い
の
日
程
等
検
討
を
行

う
。

健
康
づ
く
り
の
集
い
　

健

康
づ
く
り
講

演
会
、
一
般
住
民

を
対
象
に
健
康

増
進

推
進
委
員

活
動

の
発

表
や
料

理
展
示

会
、
健

康
相

談
な
ど
の
健
街

づ
く
り
の
集

い

や

よ
り
よ
い
健

康
づ
く
り
の
知
識

の
普
及

の
た
め
健

康
づ
く
り
講

演
会
を
医

師
・

栄

養
士
・
保
健

婦
・
健
康
増
進
推
進
委
員

に
て
行

う
。

家

庭
健

康
教
室
　

健
街

づ
く
り
教
室
　

三
〇
～
四
〇
歳
台

の
婦
人

を
対
象
に
健

康

づ
く
り

の
知
識
と
技
術

の
普
及

の
た
め
、
年
間
六
回

の
健
康
づ
く
り
教
室
を
医

師

・
保
健
婦

・
栄
養
士
に

よ
り
実
施

。

保
健
教
室
　

三
〇
～
四
〇
歳
代

の
肥
満
者
を
対
象
に
年
凹

二
回
、
健
康

づ
く
り

教
室
と
同
様
に
実
施

。

母
と
子

の
保
健
教
室
　

中
学
生
、
高
校
生
と
母
親
を
対
象
に
主
と
し
て
健
康
づ

く
り

の
た
め
の
食
生
活

の
知
識
を
身
に

つ
け
る

た
め
年
間
二
回
、
右
記
と
同
様
に

実
施

。

高
血
圧
予
防
教
室
　

一
般
住
民
を
対
象
に
日
常
生
活
の
中
で
の
高
血
圧
予
防
の

知
識

の
普
及

の
た
め
年
間
三
回
実
施

。

健
康
増
進
推
進
員
研

修
会
　

各
地
区

よ
り
選
ば
れ
た
健
康
増
進
推
進
員
を
対
象

に
健
康
増
進
の
知
識
と
技
術
を
各
地
域
に
広
め
る
た
め
の
研

修
会
を
年
間
一
〇
回

実
施

。

巡
回
指
導
　

循
環
器

要
指
導
者
（
村
内
三
〇
名
）
を
対
象
に
日
常
生
活

の
中
で
の

珀 回
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健
康
指
導
を
中
心
に
医
師
、
栄
養
士
に
よ
っ
て
巡
回
指
導
、
年
六
回
実
施

健
康
づ
く
り
の
広
報
活
動
　
村
報
へ
の
「
健
康
づ
く
り
だ
よ
り
」
の
掲
載
、
有

線
放
送
で
の
健
康
問
題
Ｐ
Ｒ
、
健
康
増
進
推
進
員
の
活
動
内
容
を
紹
介
す
る
「
健

康
増
進
推
進
だ
よ
り
」
年
一
〇
回
の
発
行
、
健
康
知
識
の
向
上
と
検
診
結
果
の
記

録
の
た
め
の
「
健
康
手
帳
」
の
作
成
、
以
上
い
ず
れ
も
全
村
民
を
対
象
に
業
務
を

実
施
し
て
い
る
。

７
　
食
生
活
の
改
善
推
進
協
議
会

前
述
の
健
康
づ
く
り
推
進
協
議
会
は
実
施
主
体
が
市
町
村
で
あ
っ
た
が
、
県
保

健
予
防
課
内
に
本
部
を
お
き
、
県
下
一
七
保
健
所
に
支
部
を
も
ち
、
昭
和
五
五
年

現
在
、
各
市
町
村
ご
と
に
七
六
の
分
会
を
も
つ
、
食
生
活
推
進
協
議
会
の
組
織
が

あ
宍

南
箕
輪
村
も
分
会
を
組
織
し
て
、
村
民
の
食
生
活
改
善
推
進
の
た
め
に
活

動
し
て
い
る
。

図7-90　 健康増進推進要員の研修

こ
の
会
は
保
健
所
と
市
町
村
が

開
催
す
る
健
康
教
室
を
修
了
し
た

も
の
を
も
っ
て
会
員
と
し
て
、
①

栄
養
・
運
動
・
休
養
の
調
和
を
基

本
と
す
る
健
康
づ
く
り
、
②
食
生

活
を
中
心
と
し
た
健
康
づ
く
り
の

案
内
役
、
②
調
理
実
習
を
含
む
講

習
会
の
開
催
な
ど
を
主
な
事
業
と

し
て
活
動
し
て
い
る
。

８
　
南
箕
輪
村
健
康
増
進
推
進

員

「
自
分
の
健
康
は
自
分
の
手
で

守
る
」
と
い
う
地
域
に
密
着
し
た

総
合
的
健
康
づ
く
り
対
策
の
一
環

と
し

て
、
昭
和
五
四
年
よ
り
こ

の
制
度
が
発
足
し

た
。
各
地
区
よ
り
そ

の
人
口
に

比
例

し
、
区
長
推
せ

ん
に

よ
っ
て
、
現
在
三
一
名

の
健
康
推
進
員
が
任
期
二
年
で

選
出

さ
れ
、
毎
月
一
回

の
勉
強
会
に

よ
っ
て
得

た
知
識

を
各
地
域
に
普
及
す

る
こ

と
や

各
種
健
康
診
断

の
補
助

を
す
る
こ

と
な

ど
を
通
し

て
、
村
全
体
や
各
地
区
ご

と
の
健
康
づ
く
り
の
た
め
に
活
躍

し
て
い
る
。

1002



第

ｔ、（
節
　
南
箕
輪
村
の
課
題
と
展
望

Ｈ
　
南
箕
輪
総
合
計
画
書

昭
和
五
〇
年
四
月
に
策
定
さ
れ
た
こ
の
「
南
箕
輪
総
合
計
画
書
」
は
、
五
〇
年

代
一
〇
年
間
の
村
政
の
計
画
を
示
し
た
も
の
で
、
こ
の
計
画
に
基
づ
い
て
村
政
は

進
め
ら
れ
た
。

こ
の
書
け
次
の
三
部
か
ら
な
っ
て
い
る
。

つ
基
本
構
想
…
村
の
将
来
と
そ
の
基
本
的
施
策
。
期
間
一
〇
年
。

・
基
本
計
画
…
村
政
の
方
向
を
示
す
も
の
。
期
間
五
年
。

つ
実
施
計
画
・：
行
財
政
の
中
に
具
体
化
す
る
も
の
。
期
間
三
年

第 ６ 節　 箕 輪村 の課 題 と展 望

表ｱｰ63　昭 和50年基本構想課題の評 価（到達度）

/ ○ 実現 ○実施中 △検討中 計

外 部 的 課 題

内 部 的　//

１

２

２

９

２

１

5

12

基 礎 的 条 件

産　業　振　興

文　化　厚　生

行　　財　　 政

１、 ４

４

４

２

１

１

６

５

４

２

(昭和59，新基本構想による)

村
政
は
こ
の
計
画
に
基
づ

い
て
施
行
さ
れ
、
中
央
道
開

通
後
の
地
域
的
な
課
題
及
び

分
野
別
の
課
題
に
と
り
く
ん

で
き
た
。

そ
れ
か
ら
Ｉ
〇
年
た
っ
た

昭
和
六
〇
年
に
新
し
く
ニ

ー

世
紀
を
め
ざ
し
た
「
南
箕
輪

村
新
基
本
構
想
」
が
で

き

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
評

価
を
記
し
な
が
ら
、
昭
和
五

〇
年
代
の
村
政
の
課
題
と
そ

の
到
達
度
を
記
す
こ
と
に
す

る
。
評
価
は
表
７
－
6
3
の
記

号
に
よ
っ
て
記
す
。

１
　

昭

和

五
〇

年
代

村

の

地
域

的

課

題

と
評

価

（
到
達
度
）

巾
外
部
的
課
題

①
中
央
道
の
開
通
と
イ
ン
タ
ー
設
置

に
よ
る
大

都
市

へ
の
時
間
的
短
縮
に
よ

る
当
村
へ

の
影
響
。
（
△
）

②
西
部
開
発
事
業

完
成
に
よ
る
当
村

の
農
業
施

策
。
（
○
）

③
国

道
三
六
一
号

線
、
並
び
に
大

泉
所

ダ
ム
完
成
に
よ

る
観
光
水
利
施
策
。
（
○
）

④
広
域
行

政
に
よ
る
住
民
福
祉

の
向
上

。
（
○
）

⑤
広
域
下

水
道
の
完
備

。
（
△
）

○
内
部

の
課
題

①
村

道
・
農
道

の
整
備
改
良
、
な

か
ん

ず
く
国
道
一
五
三
号
線
バ
イ
パ

ス
道
路
の
早
期

完
成

。
（
○
）

②
大
泉
所
山

の
治
山
砂
防
工
事

の
推
進
。
（
○
）

③
農
業
基
盤
整
備
と
機
械
化
、
協
業
化

の
推
進
。
（
○
）
　
　
　
　
　
　

’

④
生
活
環
境

の
改
善
、
住
宅
施
策

の
確
立
。
（
○
）

⑤
教
育
文
化

の
振
興
。
（
○
）

⑥
企
業

の
育
成
と
無
公
害
企
業
の
誘
致
。
（
○
）

⑦
大
芝
村
有
林
、
大

泉
所
の
観

光
開
発
。
（
○
）

②
開
発
公
社
、
土
地
開
発
公

社
の
運
営
。
（
○
）

⑤
下
田

地
区
工
場
団

地
開

発
。
（
○
）

⑩
社
会
体
育
館

の
建

設
。
（
Ｏ
）

⑥
大
芝

ス
ポ
ー
ツ
公
園

の
ゴ
ル
フ
練
習
場

、
テ
ュ

ス
コ
ー
ト
、

バ
レ
ー
コ

ー
ト

の
建
設

（
○
）
、
及

び
社
会
体
育
館
建
設

（
△
）

２
　

昭

和

五
〇

年
代

村

の
分

野
別

課

題

と
評

価

（
到
達
度
）

田

基
礎
的

条
件

の
整
備

の
構
想

①
大

泉
川

ダ
ム
を
利
用
し

、
治
山
治
水

と
水
資
源

の
活
用

（
Ｏ

）

②
国
道

一
五
三
号
線
両
側

全
域

の
区
画
整
理
、
町
政
考
慮

（
△
）

③
天
竜
川
沿

い
に
第
ニ

バ
イ
パ

ス
建
設
（
△
）
、
工
場
団
地

の
形
成
（
○
）

扨伺
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④
農
業
地
帯
の
再

基
盤
整
備
、
近
代
農
業

の
推

進
（
○
）

⑤
住
宅
団

地
を
設
定
、
恒
久
発

展
を
図
る
（
○
）

⑥
土
地
利
用
計
画
を
し
村
の
豊
か
な
発
展

を
図
る
（
○
）

○

産
業
振
興

の
構
想

①
農
振
地
域
に
振
興
施
策
を
重
点
的
に
行
う
（
○
）

②
林
業

は
樹
種
更
新

を
達
成
し
、
早
期
育
成
林
、
協
業
化
推
進
（
○
）

③
専
業

農
家

の
規
模
拡
大
、
省
力
化
協
業
化

の
推
進

（
△
）

④
中

小
企
業

（
第
二
、
三
次

産
業
）

の
育
成

（
○
）

⑤
住

宅
計
画

を
促
進
し
、
無
公
害
企
業

の
誘
致

（
○
）

㈲
文
化
・
厚

生
施
策
向
上

の
構
想

①
児

童
老
人
の
保
護

、
保
健

衛
生
の
徹
底
、
地
域
環
境

の
美
化
調
和

の
と
れ

た
福
祉
施

設

の
充

実
強
化

（
○
）

②
学
校
教
育
施
設

の
充
実
、

人
口
増
に
対
応
す

る
施
策

（
○
）

②
青
少
年
健
全
育
成

、
公

民
館
活
動

、
社
会
教
育
施
設

の
拡
充

（
○
）

④
文
化
財
の
保
護
、
郷
土
館

の
利
用

（
○
）

㈲
行
財
政
運
営
の
合
理
化

①
住
民
主
体
と
し
た
行

政
の
近
代
化

、
広
域
行

政
の
促
進
（
○
）

②
税
源
の
確
保
、
財
政
運
営

の
改
善

（
○
）

以

上

の

よ

う

に
評

価

さ

れ

て

い
る

が
、

こ

れ

は
村

政

の
発

展

を
示

す

と

と

も

に

、

昭

和

六

〇

年

度

へ

の

課

題

（
と
く
に
△
印
）

と

も

な

っ

て

い

る

。

岬
　

昭

和

六
〇

年

代

の

村

の

課

題

昭

和

五

九

年
度

の
南

箕

輪

村

地

区

計

画

に

よ

る

と
、

二

一
区

の
区

民

の
共

通

課

題

と

し

て

次

の

九
項

目

が

と

り

あ

げ

ら

れ

て

い
る

。

こ

れ

は

す

な

わ

ち
村

政

へ

の

要

望

事

項

で

も

あ

る

が

、

こ

れ

を

表
示

す

れ

ば

次

表

の

よ

う

で

あ

る

。

こ

の
表

に

○

印

の
な

い
区

で

も

、

こ

れ

を

改

め

て
問

わ

れ

れ

ば

、

課

題

と

す

る

で

あ

る

う

と

思

わ
れ

る

。

こ

れ

か

ら

の
村

政

で

さ

け

て

通

れ

な

い
問

題

ば

か

り

で

あ

る

。

表7-64　12 地区の共 通課題一覧

犬~ ～＿　　 地 区 名

共通課題　
‾/

、

久　 中　塩　北　南　田　神　沢　南　大　大　北
ノ　　　　　　　 子

保　込　井　 殿　殿　畑　柴　尻　原　芝　泉　原

大 芝 公 園 の 整 備 方 向

児 童 公 園 ・ 運 動 場

水 路 ・ 河 川 へ の 雑 排 水
対 策 と 下 水 道 設 置

緑　　 地　　 保　　 全

長　 振　 み　 な　 お　 し

地域・家庭 での青 少 年 育 成

委託児童・小 学校 建 設 問 題

伊　那　 市　合　併　問　題

長　　 時　　 間　　保　　 育

○　○　○　○　○　○　○　○　○　○　○

○　○　○　○　○　Ｏ　Ｏ　Ｏ　　　　　 Ｏ

Ｏ　Ｏ　Ｏ　Ｏ　Ｏ　Ｏ　Ｏ　　　 Ｏ　Ｏ　Ｏ

Ｏ　Ｏ　Ｏ　Ｏ　　　　　　　　　　Ｏ

Ｏ　Ｏ　Ｏ　Ｏ　　　　　 Ｏ　Ｏ　Ｏ　Ｏ

Ｏ　Ｏ　Ｏ　Ｏ　Ｏ　　　　　 Ｏ

Ｏ　Ｏ　Ｏ

Ｏ　　　　　　　　Ｏ　Ｏ　Ｏ　Ｏ

Ｏ　Ｏ　Ｏ　Ｏ　Ｏ　Ｏ　　　　　 Ｏ

こ
れ
は
、
村
政

の
昭
和

六
〇
年
代
以
降

の
課
題
と

い
う
べ
き
で

あ
る
。

こ
う
し
た
課
題

を
も

ち
な
が
ら
、
村
で

は
次

の
よ
う
な
基
本
目
標

を
た
て
、

ま

た
各
区

は
各
区

の
基
本
目
標

を
次
の
よ
う
に

た
て
て
い
る
。
と
り
あ
え
ず
今

後
一

〇

年
間

の
目

標
で
あ
る
が
、

六
〇

年
代

か
ら
七
〇

年
代

、
さ
ら
に
ニ

ー
世
紀
へ
の

目
標
と
な
る

の
で
は
な

か
ろ
う

か
。

加 ㈲
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村

の
基
本
目
標
と
各
区

の
目
標

村
民
す

べ
て
が
文
化
的
で
豊
か
な
明
る
い
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
、
自
然
の
中
に

発
展
へ
の
息

吹
き
が
広
が
り
、
文
化

の
香
る
村

１
　

久

保

区
　

道
路
が
整
備
さ
れ
文
化

と
ふ
れ
あ
い
の
育

つ
区

２
　
中

込

区
　

短
絡
道
路
を
実
現
し
、
清
潔
で
ふ

れ
あ

い
に
満
ち

た
区

３
　

塩
ノ
井
区
　

子
ど
も
と
自
然
を
大
切
に
、

い
っ
も
一

つ
に
ま
と
ま

る
区

４
　

北

殿

区
　

町
へ

の
躍
進
を
に
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
世
代
、
世
帯
が
ふ
れ
あ
え
る
区

５
　

南

殿

区
　

緑
と
水

の
静
か
さ
を
守
輿

人
の
和
を
広
げ
る
区

６
　

田

畑

区
　

清
潔
な
水
を
大
切
に
、
区
民
の
活
気
あ
ふ
れ
る
区

７
　

神
子
柴

区
　

縦
貫
道
路
を
実
現

し
、
躍
進
と
融
和

に
満

ち
た
区

８
　

沢

尻

区
　
村

と
区

の
連

帯
を
強
め
、
活
性
化

す
る
区

９
　

南

原

区
　

大

地
の
上
に
新
し

い
息
吹

が
広
が
久

郷
土
愛
あ
ふ
れ

る
区

1
0
　大

芝

区
　

恵

ま
れ
た
自
然

の
中
に
道

路
の
安
全
性
を
確
保
し
、
区
民
が
一
つ
に
ま

と
ま
り
ふ
れ
あ
え

る
区

1
1
　大

泉

区
　

伝
統
あ

る
団
結
し
た
不
屈

の
区
民
性
を
大
切
に
し
、
文
化
的
な
発
展
を

求
め

つ
つ
、
懸
案
課
題
を
実
現
し
、
ふ
れ
あ
い
と
活
動
の
広
が
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昭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大
和 一 一 一 一 一 一　　　　　　　　 正

八 七 六 五 四 三 二 五 四 三 二 一 〇 九 八 七 六 五 四 三

ス

城　赤　 馬　 會　 堀　三　 馬　 木　 城　 堀　 倉　 堀　木　 馬　 堀　 堀　 赤　 木　 堀　 堀
取 羽 場 田　　 堀 場 下 取　　 田　　 下 場　　　 羽 下
亭　　　　　　 八　　 左 孝　　　　 左　　　　　　 粂
三　 程　 重　 寛　貞　 百　 重　 門　 三　 牧　　　 貞　 門　 孫　 政　 貞　 忠　之　 貞　 貞
郎 助 治 幹 雄 吉 治 治 郎 一 準 雄 治 八 一 雄 三 助 雄 雄
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藤 高 矢 高 矢 藤 高 矢 矢 高 矢 矢 高 高 高 矢 高 矢 矢 矢
丑　　 友　　　 利　　　　 駒 友 嘉 駒 駒　　　　 友 嘉
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英
雄

蜂
谷
　
岩
男

有
賀
　
芳
正

北
條
　
　
優

征
矢
今
朝
良

有
賀
　
留
治

倉
田
　
明
八

有
賀
　
留
治

有
賀
　
文
雄

伊
藤
　
亮
平

倉
田
三
千
穂

倉
田
三
千
穂

有
賀
　
芳
郎

有
賀
　
貞
雄

有
賀
今
朝
雄

吉
沢
　
和
倫

有
賀
　
久
雄

清
水
三
喜
男

征
矢
　
七
郎

小
林
　
　
清

木
村
　
昭
三

征
矢
　
謹
市

宮
垣
津
泰
浩

北
條
　
　
潔

山
崎
　
光
貞

有
賀
喜
代
志

福
沢
　
正
人

小
森
　
源
一

唐
木
　
儀
平

有
賀
　
勝
直

山
崎

佐
一

山
崎
　
正
一

唐
木
　
　
護

山
崎
　
晴
雄

山
崎
　
清
美

有
賀
　
　
久

鹿
角
　
英
雄

小
松
満
喜
雄

有
賀
　
　
勇

清
水
　
良
三

有
賀
　
恵
一

清
水
　
常
雄

鹿
角
　
清
隆

山
崎
　
光
人

清
水
　
志
朗

木
本

新
一

有
賀
　
　
正

耳
塚
　
正
秋

三
沢
　
　
清

松
沢
　
　
実

木
ノ
島
岩
雄

小
林
　
房
雄

松
沢
　
　
勇

松
沢
　
正
穂

加
藤
　
善
高

有
賀
　
録
男

加
藤
　
寛
人

植
田
　
　
守

加
藤
　
　
進

松
沢
　
　
貴

額
縁
　
利
彬

加
藤
　
唯
幸

耳
塚
　
治
良

耳
塚
勝
太
郎

植
田
　
吉
男

松
沢
　
金
吾

旦
戸
　
武
彦

有
賀
京
之
助

有
賀
　
助
雄

加
藤
　
寛
敬

北
原

重
雄

丸
山
今
朝
茂

小
島
　
長
重

小
島
　
長
重

丸
山
　
縫
男

丸
山
　
縫
男

丸
山
　
高
志

飯
塚
　
三
雄

高
木
　
貞
友

高
木
　
正
信

太
田
　
庄
衛

井
口
　
秀
夫

小
島
　
卓
郎

原
　
　
義
美

高
木
　
清
幸

太
田
　
国
治

伊
東
　
嘉
造

高
木
　
孝
雄

小
島
　
徳
雄

丸
山
　
　
忠

丸
山
　
益
男

武
田
　
三
郎

土
屋
　
一
男

原
　
　
五
介

小
島
　
正
也

池
上
　
正
男

加
藤
　
利
司

伊
藤
　
久
男

唐
沢
　
　
勇

有
賀
　
弘
幸

有
賀
　
辰
一

有
賀
　
吉
治

北
原
　
　
進

戸
出
　
武
義

池
上
　
七
郎

池
上
　
正
男

西
村
　
　
豊

中
田
　
弘
治

池
上
　
　
肇

有
賀
　
慶
美

唐
沢
　
政
美

唐
沢

藤
一

堀
井
　
浅
夫

宮
下
四
志
人

伊
久
間
弘
通

池
上
　
友
喜

唐
沢
　

博

有
賀

庄
一

西
村
満
　

次

武
井
　

源
平

大
沢
　

久
雄

山
口
　
　

明

原
　

正
三
郎

久
保
村
義
尊

池
上
　

安
雄

原
　

正
三
郎

茅

野
　

孝
夫

林
　
　

正
武

小
坂
　

俊
道

樋
代
　

光
雄

松
村
　
　

寛

伊

沢
　

文
男

西
村
　

満

次

武
井
　

清
純

北
林
　

美
好

村
沢
　

孝
男

小
池
　

正

成

伊
藤
　

寅
雄

小
松
　

彬

人

根
橋
　

重
雄

茂
木
宇
一
郎

唐
沢
　
重
治

小
沢
　
　
勇

湯
沢
　
光
男

高
島
　
義
已

坊
薗
　
天
命

松
沢
　
政
文

城
倉
　
正
人

小
口
　
忠
作

小
沢
　
安
治

清
水
　
信
男

高
島
　
哲
雄

倉
田
　
春
雄

武
村
　
　
貢

田
中

良
一

城
田
　
満
重

小
沢
　
幸
男

宇
治

由
一

丸
山
　
達
行

原
田
　
　
邦

牧
内
　
武
夫

沢
田
　
庄
六

竹
松
美
紀
夫

伊
藤
　
和
実

伊
藤
　
　
昇

秋
山
　
治
郎

秋
山
　
治
郎

秋
山
　
治
郎

永
井
ヽ
守
一

永
井
　
文
人

宮
下
　
英
一

赤
羽
　
史
郎

秋
山
　
治
郎

永
井

守
一

北
原
　
哲
郎

伊
藤
　
　
昇

永
井
　
文
人

赤
羽
　
史
郎

座
間
　
健
治

秋
山
　
治
郎

永
井

守
一

唐
沢
　
国

人

春
日
　

隆
昇

上

田
　

喜
計

上
田
　

喜
計

上
田
　

喜
計

山
崎
　

重
久

上

島
　

譲

登
内
　

文
彦

岩
井

徹
雄

篠
田
　

道
彦

上
田
　

喜
計

加 四



付　　　 表

㈲
　

消
　

防
　
団
　

長

征
　

矢
　

孝
　

治

穂 原 高

高　　　 木

義　 賢

昇　 徳　司

㈹
　

産
業

組
合
・

農
業
協
同
組
合
長

１
　

松

２
　

高

３
　

征

沢木矢

有

賀

加

藤

五

有

賀

敬

原

郡
　

寿

（
大

正
1
0
・
２

～

‥‥‥一
・
１

）
　
　
４

義
　

敬
（

大

正
1
1
・

１
５
　

６

・

１

）
　

５

唯

次

郎

（
昭

和

６

・
Ｉ

～
1
9
・
２

）
　
　
６

㈲
　

商
　

工
　

会
　

長

１
　

有

２
　

池

賀

益

上

房

雄
（
昭
和
2
8・
4
8
2
9
・
３
）
　

３

男
（
昭
和
2
9・
4
8
3
5
・
1
0）
　
　
４

㈲
　

県
会
議
員
・
郡

会
議
員

○
県
会
議
員

千

実郎三秋
（
昭
和
3
6・
9
8
3
8・
８
）

倉

田

友

赤

羽

菊

唐

沢

賢

長

田

憲

堀

越

幸

２

清

水

高
　

木
　

械
　

三
（
明

治
1
3・
1
2
8
1
5・
Ｈ
）
　
　
３

０
郡

会
議
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

４

１
　

倉
　
田
　

三
　
郎
（
明

治
2
4・
4
8
3
0
・
４
）
　
　
５

高

木

清

水

原

入

戸

勝

有

賀

文

清

水

貞

征

矢

清

幸
（
昭
和
1
9・
2
8
2
0・
７
）
　
７

七
（
昭
和
2
0・
8
8
2
1・
３
）
　
　８

雄
（
昭
和
2
1・
3
8
2
2・
４
）
　
９

人
（
昭
和
3
8・
9
8
4
0・
８
）

武
（
昭
和
4
0・
9
8
4
5・
３
）

雄
（
昭
和
4
5・
4
8
4
7・
３
）

人
（
昭
和
4
7・
4
8
4
8・
３
）

松

沢

馬

揚

甲
子
郎
（
昭
和
4
8・
4
8
4
9・
３
）

池

上

春

伊

藤

尚

安

積

正

憲
太
郎
（
昭
和
2
2・
5
8
2
3・
４
）

清

水

国

加

藤

一一一

雄
（
昭
和
3
5・
1
0
8
4
5・
４
）
　
　
５
　
原

利
（
昭
和
4
5・
4
8
4
9
・
５
）

平

一
郎
（
明
治
3
0・
4
8
3
2
・
1
0）
　
　
６

誠
（
明
治
3
2・
1
0
8
3
4・
1
2）
　

７

筧
（
明

治
3
4・
1
2
8
3
6・
1
0）
　

８

幸
　

監
（
明

治
3
6・
1
0
8
4
0・
1
0）
　
　
９

加
　
藤

出
羽
沢

穂
　
高

堀

人
（
昭
和
2
3・
4
8
2
4・
４
）

治
（
昭
和
2
4・
4
8
2
6・
４
）

武
　

人
（
昭
和
4
9・
５
～

W

泉
（
昭
和
4
9
・
4
8
5
2
・
３
）

衛

（
昭
和
5
2・
4
8
5
9
・
３
）

一
　（
昭
和
5
9・
４
～
　
　
　

）

10

清

水

11

征

矢

敬
　

亮
（
明
治
4
0・
1
0
8
4
4・
1
0）
　
　
1
0
　原

岩
次
郎
（
明
治
4
4・
1
0～
大
正
２

。

１
）

濤
　

二
（
大
正
２
・
４
８

４
・
1
0）

貞
　

雄
（
大
正
４
・
1
0
8
8
・
1
0）

国
　

人
（
昭
和
2
6
・
4
8
2
9
・
４
）

善
一
郎
（
昭
和
2
9
・
4
8
4
7
・
４
）

「
以
後
伊

那
農
協
に
合
併
」

参
　

三
（
大
正
８
・
1
0
8
1
9
一
・
４
）
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年　　 表

二
　

南
箕
輪
村
誌
歴
史
編
年
表

弥生時代 繩文時代（新石器時代） 旧 石 器 時 代
区時
分代

前期
晩
期

J§ 中　期 前　 期 早期草 創期
11　　　　 り　　　　 り　BC

-
一 一

一
年

代

一　　 五　　 五 〇

7Z　　り　　if　　　　　　　り　　　　り　　　　　　　ﾉ7　　　　μ　　　　O　　　O　　　O　O
一　　　　　 二　　　 四　　　　　 六　　　 八　　　　ゝ　　　　ゝ 　　　　ゝ 　　ゝ

三　五　 〇　　　　　 〇　　　 〇　　　　　 〇　　　 〇　　　 〇　　　 〇　　　 〇　 〇
○　Ｏ　 Ｏ　　　　　 Ｏ　　　 Ｏ　　　　　 Ｏ　　　 Ｏ　　　 Ｏ　　　 Ｏ　　　 Ｏ　 Ｏ

○　Ｏ　 Ｏ　　　　　 Ｏ　　　 Ｏ　　　　　 Ｏ　　　 Ｏ　　　 Ｏ　　　 Ｏ　　　 Ｏ　 Ｏ

●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　●　　　　●　　　　　　　　　　　　●万万　　　　　庄　　　　　で　　　ル　　　ヅ　　　　　　　　　　ぐ）

高　　　　　証　　　　　ｽﾞ11　　　隻　　　ｽに゙　　　　　　　　　畠

生　　　　 文　　　　 活　　　・　　　活　　　　　　　　 箕
合　　　　 こヽ 　　　 恰にU　　 管　　　　　　　　 糖

享　　　　j §　　　　 ﾌﾞﾔ　　j∧k　　　　　　　jｻ

る　　　　　　　　　　　村　　　Ｃ　　　　・　　　　　　　　　　　活

塞　　　　　　　　 回U 白　　 喜　　　　　　 芝

屋y　　　　　　　　 屋y　　
ル　　j?　　　　　　

とﾂﾞ

゛　　　根　　　　　　　　　柴
Ａ　　　　　　　 遺
・　　　　　　　　　跡
大　　　　　　　　 ゛
芝
東
遺
跡

村

内

及

び

近

郷

の

で

き

事

弥 大 稲 集 睨 石 埋 集 石 住 尖　　　 尖 土 細 尖 ナ 御 握 第 宮
生 陸 作 落 術 斧 甕 落 匙 居 底　　　 底 器 石 頭 イ 岳 槌 三 城
式 文 農 が 的 の 炉 規 の に 上　　　 上 の 器 器 フ 火 の 間 県
土 化 耕 低 生 多 が 模 使 炉 器　　　 器 製 文 文 形 山 出 氷 中
器 の 文 地 活 用 一 の 用 が よ　　　 と 作 化 化 石 大 現 期 峰
・ 伝 化 へ が　　 般 拡　　 造 り　　　 押 始　　　 器 爆　　 火 Ｃ
青　播　 が　移　 強　　　 化　火　　　 ら　平　　　　　 型　 ま　　　　　 文　 発　　　 山　 遺
銅　　　 始　 る　 ま　　　 す　　　　　 れ　 底　　　　　 文　 る　　　　　 化　　　　　 活　 跡
器　　　 ま　 傾　 る　　　 る　　　　　 る　 上　　　　　 土　　　　　　　　　　　　　 動　 。
文　　　 る　 向　　　　　　　　　　　　　 器　　　　　 器　　　　　　　　　　　　　 活　 一
化　　　　　 強　　　　　　　　　　　　　 へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 発　 四
・　　　　　 ま　　　　　　　　　　　　　　 移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 と　 Ｓ

高　　　　　 る　　　　　　　　　　　　 行　　　　　　　　　　　　　　　　　　 な　 三

床　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 る　 七
住　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⌒　
万

居　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 御　 年

岳　 前
鉄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．　し
器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 乗
が　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鞍
使　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・
用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八
さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヶ
れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岳
機　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 等

織　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ゛
リ

が
始
ま
る

関

係

事

頃

1021



年 表

飛 時時
≪　　　

古　　　　 墳　　　　 時　　　　 代 弥　　生　　 時　　 代
区時
分代

エ エ
や　　

後　　 期
ノＸ　ノゝ 　ノゝ

中　 期 前　　 期 後　 期 中　 期
年

代

七　五　 四

〇　 二　 五　　　11　　　　　　　　　　　　11　　　　　　　11　　　　　　　　　　　　Z〆　yZ　　　　　ＡＤ　　　　　ＢＣ
一 大

化　　 六　　　　　　 五　　　 四　　　　　　 三 二　　　 一　　　 一
Ｏ　　　　　　 Ｏ　　　 Ｏ　　　　　　 Ｏ Ｏ　　　 Ｏ　　　 Ｏ

一　　　 〇　　　　　　　　　 〇　　　　　 〇　　　　　　　　　 〇　 〇　　　　　 〇　　　　　 〇

こ　　　 こ　 天　 カ　 当　　　　 古　　　　　　　　　　　　　　　　　 弥
の　　　 の　 伯　 マ　 地　　　　 墳　　　　　　　　　　　　　　　　　 生
こ　　　 こ　 の　 ド　 方　　　　 時　　　　　　　　　　　　　　　　　 人

ろ　　　 ろ　 地　 の　 に　　　　
代　　　　　　　　　　　　　　　　　 の

久　　 松 に 普 須　　　 人　　　　　　　　　　　　 生

保　　 島 古 及 恵　　　 の　　　　　　　　　　　　 活
丸　　 王 墳

⌒
器　　　 生　　　　　　　　　　　　 広

山　　 墓 時 天 伝　　　 活　　　　　　　　　　　　 ま

古　　　 。　
代　 伯　 わ　　　　　 広　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 る

墳　　　 前　 人　 遺　 り　　　　　 ま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⌒

築　　　 方　 の　跡　 始　　　　　 る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北
造　　　 後　 生　 ゛　 め　　　　　

⌒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高

か　　　 円　 活　　　 る　　　　　 大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 根
墳 栄　　　　　 泉　　　　　　　　　　　　 Ａ
し　 え　　　　　　　　 ●　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●

造　 る　　　　　　　　　 狐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大
ら　　　　　　　　　　　 久　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 芝
れ　　　　　　　　　　　 保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 束
る　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
。　　　　　　　　　　 丸　　　　　　　　　　　　　　　　　 春
箕　　　　　　　　　　 山　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日
輪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 道
町　　　　　　　　　　 久　　　　　　　　　　　　　　　　　 上

゛　　　　　　　　　　 保　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・
下　　　　　　　　　　　　　　　　　　 天

遺　　　　　　　　　　　　　　　　　　 伯
跡　　　　　　　　　　　　　　　　　　 遺
等　　　　　　　　　　　　　　　　　　 跡
゛　　　　　　　　　　　　　　　　　　 等

村

内

及

び

近

郷

の

で

き

事

初 班 大 遣 法　　 四 信 仏 須 倭 こ 倭 任 百 近 こ 土 邪゛静 国　　 倭 方
め 田 化 唐 隆　　 天 濃 教 恵 王 の 王 那 済 畿 の 師 馬 奥岡 君5　　 国 形
て 収 改 使 寺　　 王 の 伝 器 武 こ 讃 日　 と 地 こ 器 台ひ県 に　　 王 周

戸
授 新 派 創　　 寺 人 来 が 宗 ろ 巣 本 結 方 ろ が 国 登 造　　 ・ 溝

籍 法 。 遣 建　　 建 若 。 普 に 諏 奢 府 び に 大 普 女 呂 長　　 後 墓
を 施 六 始 。　　 立 麻 五 及 上 訪 に の 新 前 和 及 王 遺 を　　 漢 の
作　 行　 四　 ま　 六　　　 ・　 績　 三　 信　 表　 の　遣　 成　 羅　 方　 朝　 し　 卑゜ 跡　 た　　　 光　 築

る　
。 五 る　 ○　　 聖 東 八 濃 文 ７ 使 立　 と　後 廷 鉄 弥 ふ　　 て　　 武 造

。　 六　゛　　　 七　　　 徳　 人　 ｍ　 に　 を　 く　。　 。　 戦　 円　 成　製　 呼゜　　県　　　 帝　 始
庚 五 公　　 ゛　　 太 善 一 も 送 に 四 三 う 墳 立 農 魏　　 邑　　 よ ま
午　 二　地　　　　　　　 子　 光　 説　 乗　 り　゜　 ○　七　 。　 出　　　 具　 に　　　 に　　　 り　る
年　゛　 公　　　　　　　 摂　 寺　 五　 馬　 安　成　 四　〇　 三　 現　　　 が　 遣　　　 稲　　　 印
籍　　 民　　　　 政 如 五 の 東 立 ゛ こ 六　　　 使 使　　 置　　 綬

゛　　 の　　　　 と 来 二
風 大 か　　 ろ 九　　　 わ 。　　 を　　 を

つ　　 制　　　　 な を し 広 将　　　 し　　　 れ 二　　 お　　 受
/ゝ 　　　と　　　　　　　 る　伊　　　 ま　 軍　　　　　　　　　　　　　 稲　 三　　　 く　　　 く
七　　　 な　　　　　　　

⌒　
那　　　 る　 に　　　　　　　　　　　　　　　作　 九　　　

⌒　　　
。

巳　　　 る　　　　　　　　五　 よ　　　　　　任　　　　　　　　　　　　　　　が　゛　　　 紀　　　ＡＤ

⌒　　　　　　 九　 り　　　　 ぜ　　　　　　　　　　　
発　　　　 ゛　　 五

六　　　　　 三 水　　　 ら　　　　　　　　　 展　　　　　　 七
四　　　　　　　 口　 内　　　　　 れ　　　　　　　　　　　　　 す　　　　　　　　　 こ

六　　　　　　　　 郡　　　　　 る　　　　　　　　　　　　　 る　　　　　　　　　 ろ

し　　　　　　　　　 に　　　　　 ⌒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
こ

移　　　　　 四
す　　　　 七

と　　　　　　八
伝　　　　 し

う

関

係

事

頃

1022



年　　 表

時鳥飛時良奈談

六
七
二

六

八
四

六
八

九

六
九
四

六

九
八

七
〇

一

七

】
○

七
一
二

七
一
四

七
一
八

七
二
〇

ニ

ー

七
二
三

七
三
一

七
三
七

七
六
八

七
八
四

七
八
八

七
九
二

七
九
四

七
九
七

八
〇
〇

大

宝

一

和
銅
三

″

五

り
　
七

養
老

二

り
　
四

り
　
五

り
　
七

天

平
三

り
　
九

詰

一一

延
暦

三

″
　
七

″
一
一

り

一

一
一一

1/

-

f
、

ノ ゝ

々
一
九

・
信
濃
国

ほ
か

コ
（

か
国

煌
害
風
害

・
科
野
国

が
信
濃
国

と
な

る

・
信
濃
ほ

か
三
国

の
兵
を
出
羽
徘
に
送

る

・
南
箕
輪
諏
訪
国
に
属
す
（
諏
訪
国

誕
生
）

・
諏
訪
国

を
廃
し
信
濃
国

に
戻

る

・
伊

那
郡
小
村

郷
交
易
布
を
貢
上
（
正
倉

院
布
銘
）

南
小
河
内
普
済
寺
創
建

と
伝
う
（
寺
伝
）

・
信
濃
国
牧

の
主
当
伊
那
郡
領
金
刺
舎
人
八
麿
朝
廷
に
意
見
を
述

べ
る

・
伊
那
郡

の
大
他
田
千
世
比
売
貞
節
を
も

っ
て
位
二
級
を
賜

る

信
濃
国
に
健
児
一
〇

〇
人
を
置
く

・
信
濃
国
の
牧

監
に
初
め
て
公

南
田

を
賜

う

・
こ
の
こ
ろ
信

濃
国

府
が
小
県
よ
り
松
本
に
移

る

・
壬
申
の
乱
（

六
七
二
）

・
八
色

の
姓

を
制
定
（
六

八
四
）

・
飛

鳥
浄
御
原

令
施
行
　

国
・
郡
・
里
制
施
行
か

・
藤
原
京
に
遷
都
（
六
九
四
）

・
薬
師
寺
建
立
（
六
九
八
）

・
大
宝
律
令
完
成
（
七
〇
一
）

・
和
同
開
玲
を
鋳
造
（
七
〇
八
）

小
治
田
朝
臣
家
持
信
濃
守
と
な
る

・
平

城
京
に
遷
都
（
七
一
〇
）

・
「
古
事
記
」

撰
上
（
七

二
一
）

よ

口
蘇
路
美
濃
信
濃
間
に
通
じ
る
（

七
一
三
）

・
養
老
律
令

の
制
定
（

七
一
八
）

・
「
日
本
書
紀
」
で
き

る
（
七
二
〇
）

∴
二
世
一
身

の
法
制
定
（
七
二
三
）

・
国
ご
と
に
国
分
寺
国
分
尼
寺
建
立
の
詔
を
出
す
（
七
四
一
）

・
墾
田
永
世
私
財
法
制
定
（
七
四
三
）

・
東
大
寺
大
仏
が
で
き
る
（
七
四
四
）

・
万

葉
集
が
で
き
る
（

七
六
〇
）

・
長
岡
京

に
遷
都

（
七
八
四
）

・
蝦
夷
征
討
開
始

・
平
安
京
へ
遷
都
（
七
九
四
）

坂
上
田
村
麻
呂
胆
沢
城
を
築
く
、
信
濃
、
東
国
の
人
胆
沢
城
に
移
さ
る
（

八
〇

二
）

珀 器



年 表

平　　　　　　　　　 安　　　　　　　　　 時　　　　　　　　　 代
区時
分代

－　 －　 一　　　 一　 一　 一　一　 一　 一
一　 一　 －　　　 ○　Ｏ　 Ｏ　 Ｏ　 Ｏ　 Ｏ　 九　 九　 九　　　 九　九　 九　 八　 八　 八　　　 八　 ∧　　　　 八　 ∧
五　五 ○゙　　　 ∧　 六　 五　 二　一　 〇　∧　 四　 三　　　 三　 二　 〇　 九　 八　 六　　　 二　 一　　　　 〇　 〇
九　 六　 四　　　 三　 八　 一　 八　 五　九　 九　 四　 九　　　 二　 七　 七　 四　 八　 六　　　 四　 六　　　　 九　 七

西
暦 年

代

平　 保　 長　　　 永　 治　 永　 長　 永　天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 弘
治　元　 治　　　 保　 暦　 承　 元　久　 仁　 永　･/　 天　　　 承　延　 延　 寛　 仁　 貞　　　 天　仁　　　　 大　 大

禄　　　 慶　　　 平　 長　 喜　 平　 和　 観　　　 長　　　　　　 同　 同

一　－　 一　　　 三　 四　 六　 一　 三　二　 一　 七　 二　　　 二　 五　 七　 六　 四　 八　　　 一　 七　　　　 四　 二

年
号

諏 藤 こ　　 こ こ 大　　　 こ こ 九 こ 諏 殿　　 信　　 信 信　　　 信 南こ 坂 北
訪 原 の　　 の の 祝　　　 の の 月 の 訪 村　　 濃　　 濃 濃　　　 濃 高の 上 大
武 清　こ　　　 こ　 こ　 為　　　　 こ　 こ　 二　 こ　 郡　 八　　　 国　　 国　勅　　　　 国　 根こ　 田　出
士　 親　 ろ　　　　ろ　 ろ　 信　　　　　　ろ　 ろ　 日　ろ　 の　 幡　　　 年　　　 大　 旨　　　　　　凶　 ・ろ　 村　 神
源　 ・　 源　　　 蕗　浅　 ｀　　　　　非　 浅　暴　 三　 中　 宮　　　 料　　　 震　 牧　　　　　 作　 大各　 麻　 明
義　 諏　 為　　　 原　 間　 子　　　　　 持　 間　風　 目　に　 創　　　 別　　　 災　 と　　　　　 で　 芝地　 呂　 神
朝 訪 公　　 荘 山 為　　　　 の 山 信 町 佐 建　　 納　　 大 冷　　　 穀 東に 御 社
に　 武　 の　　　　成　 大　 仲　　　　　　検　 大　濃　 に　 補　 と　　　　租　　　 出　泉　　　　　　と　　・集　 射　 創
従　 土　一　　　 立　 噴　 を　　　　　 校　 噴　 国　市　 ｀　伝　　　 一　　　 水　 院　　　　　 商　 大落　 山　 建
い　 ら 族　　 か 火 奥　　　　 豊 火 府 が 美 え　　 万　　 で 諸　　　　 布 芝が 社 と
敗 源 小　　 ？　　 州　　　 平 し 倒 設 和 ら　　 二　　 六 牧　　　 と 西発 を 伝
れ 義 河　　　　　 平　　　 一 ば 壊 け 。 れ　　 千　　 郡 と　　　 の　 ・達 建 う
て　 朝　 内　　　　　　　 定　　　　　 条　 し　 国　 ら　箕　 る　　　 解　　　 の　貢　　　　　 交　 九す　 つ
一　 に　 上　　　　　　 に　　　　 天　 ば 守　 れ　輪　　　　　 ｀　　 人　 馬　　　　 易　 尊る　 と
族 属 の　　　　　 従　　　 皇 起 圧 交 郷　　　 布　　 家　 ・　　　 を 洞。 伝
散 し 平　　　　　 軍　　　 秘 る 死 易 ？　　　 一　　 多 貢　　　 許 遺天 う
る て に　　　　　 さ　　　 蔵　　　 が ゛　　　 一　　 数 進　　　 さ 跡王 。

戦 栄　　　　　 せ　　　 の　　　 行 あ　　　　 ○　　 流 を　　　　 る ゜原 石
う　え　　　　　　　 る　　　　　 鷹　　　　　 な　 り　　　　　 二　　 没　夫　　　　　　　　 ・　 碑

る　　　　　　　　　　　　　 を　　　　　 わ　⌒　　　　　 反　　　 し　 々　　　　　　　　 天　し
飼　　　 る 和　　　 六　　 朝 八　　　　　 伯
い　　　　　　　　名　　　　 尺　　 廷　 月　　　　　　　　 ・
馴　　　　　　　 類　　　　　 細　　　 救　一　　　　　　　　 向
し　　　　　　　 聚　　　　　 貫　　　 出　 五　　　　　　　　 垣
た　　　　　　　 抄　　　　　 茫　　　 に　 日　　　　　　　　 外
と　　　　　　 ゛　　　　 二　　 乗　 と　　　　　　　 ・
伝　　　　　　　　　　　 ○　　 り　一　　　　　　　 宮
え　　　　　　　　　　　　　 ○　　　 出　－　　　　　　　　 ノ
ら　　　　　　　　　　　　　 帳　　　 す　 日　　　　　　　　 上
る　　　　　　　　　　　　 な　　　　 に

ど　　　　 改　　　　　　　 神
め　　　　　　　 子
ら　　　　　　　　 柴

る　　　　　　　　　・

村

内

及

び

近

郊

の

で

き

事

●　　●　　　　　　 ●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　　　　　　　　 ●　　
●　　　　　　●　　●

平 保　　　 後 院 前 平 藤 源 尾 こ 藤 平 平 ｍ は 遣　　　　 信 信　　 空 鏝

治 元　　　 三 政 九 忠 原 氏 張 の 原 将 将 延 じ 唐　　　　 濃 濃　　 海 澄

の の　　　 年 始 年 常 道 物 の こ 純 門 門 喜 め 使　　　　 の 諧　　 帰 帰

乱 乱　　　 の ま の の 長 語 郡 ろ 友 が の 式 て 廃　　　　 監 牧　　 朝 朝

。　　　 役 る 役 乱 摂 完 司 か の 平 乱 ２ 荘 止　　　　 牧 の　　 し し

平　 一　　　　　 起　 。　 起　 起　 政　 成　 百　 ら　 乱　 貞　 起　 完　 園　 。　　　　　　　 一　 貢　　　　 真　 天

氏　 －　　　　　 こ　 一　 こ　 こ　 と　
⌒　

姓　 国　 起　 盛　 こ　 成　 禁　 八　　　　　　　 人　 馬　　　　 言　 台

政 五　　　 る ○ る る な 一 ら 司 こ を る
⌒

止 九　　　　 減 初　　 宗 宗

権 六　　　
⌒

七
⌒ ⌒

る ○ 国 の る 信 。 九 令 四　　　　 ら め　　 を を

生 ゛　　　 一 二 一 一
⌒

○ 司 遥 。 濃 承 二 。 ゛　　　　 す て　　 伝 伝

ま　　　　 ○ ゛ Ｏ Ｏ 一 九 を 任 天 国 平 七 延　　　　　　 ゜ 武　　 う　 う

る　　　　 八　　 五 二 〇 ゛ 訴 が 慶 分 の ゛ 喜　　　　　　 八 徳　　 。 。

。　　　　 三　　 一 八 一　　 え 盛 の 寺 乱　　 の　　　　　　 五 殿　　 八 八
－　　　　　　　 ゛　　　 ゛　 ゛　 五　　　 る　 ん　 乱　 付　 Ｊ`　　　 禁　　　　　　　　　 八　 に　　　　 ○　 ○

一　　　　　　　　 ご　　
⌒

ど 近 ⌒　　 止　　　　　　 年 牽　　 六 五
五　　　　　　　　 の　　　 九 な ⌒ で

白　　
令　　　　　　 二 進　　 ゛ ゛

九　　　　　　　　　　　　　 こ　　　　　 ハ　 リ　 さ　 追　 一　　　 ゛　　　　　　　　　 人　 さ

し　　　　　　　　　　　　　　 ろ　　　　　 九　 地　 二　 い　 邑　 で　　　　 制 る

武　　　　　 ゛　 方　
也　

討　 。　　　 る　　　　　　　　　 に　
⌒

士　　　　 の　　 っ ゛　 ⌒　　　　　　 復 八
団　　　　 荘　　 。

ッ　　 鳥　　　　　　
す 二

台　　　　　　　　 園　　　 九　 ゛　　　 一　　　　　　　　　　　　　 三
頭　　　　　　 化　　 三　 ろ　　 Ｕ　　　　　　　　　　 し

が　 八 ‾‾1
進　　 ゛ 和
行　　　　 急

聚

抄

で

き

る

関

係

事

項

却 麗



年　　　 表

平　 安　時　代

コ

ーニ

九

コ

ー
三
二

Ｉ
ニ

四
〇

コ

ー
五

一

コ

ー五

三

二

一
五

六

コ

ー
五

八

一

一

一

一

一

-
一

一

一

一
八

一

一

一

一

一

一

一一

建
長
　

三

″
　
　

三

塵

刄
　
一

正
嘉
　

二

・
大

泉
熊
野
三
社

権
現
こ

の
こ
ろ
勧
請

か

こ

｀
仲

の
軍
中
に
伊
那

の
武
士
多
数
参
加

・
義
仲

清
水
冠
者
義
隆
を
質
と
し
て
鎌
倉
に
出
し
藤
沢
清
親
を
こ
れ
に
付
す

・
加

賀
美
遠
光
（
小
笠
原
氏
祖
）
信
濃
守
に
任

ぜ
ら

る

・
頼
朝
弓
始

め
藤
沢
清
親
射
手
を
勤

む

・
信

濃
諧
庄

の
中
に
「
殿
下
領
蕗
原
庄
」
あ
り

・
奥
州
征
服

の
軍
に
藤
沢
清
親
従
う

・
藤
沢
清
親
弓
始

め
の
射
手
を
勤

む
、
以
後
藤
沢
氏

か
ら
射
手
が
輩
出
す

る

・
弓
始

め
に
藤
沢
清
親
射
手
を
勤
む

・
頼
朝
善
光
寺
参
詣
に
信
濃
武
士
藤
沢
清
親
ら
多
数
従
う

・
こ

の
こ
ろ
羽
広
仲
仙
寺
創
建
と
伝
う

・
幕
府
弓
始

め
に
藤
沢
清
親
射
手
を
勤
む

・
藤
沢
氏
ら
信
濃
武
士
幕
府
に
属
し
て
承
久
の
乱
に
出
陣

・
諏
訪
上
社
頷
平
井
出
・
宮
所
の
田

地
在
家
目
録
を
認
む

・
幕

府
弓
始

め
に
藤
沢
光

晴
射

手
を
勤
む

・
幕

府
弓

始
め
に
藤
沢
光

晴
射
手
を
勤
む

・
幕

府
小
井
且

二
吉
郷
の
地
頭
職

を
小
井
且

氏
に
安
堵
す
る
。
小
井
且

氏
田
境
に
つ
き
争
論

し
幕

府
の
裁
許
を
受
け
る

・
藤
原
兼
経
所
領
目
録
に
「

蕗
原

庄
」
あ
り

・
幕

府
弓
始
め
に
藤
沢
時
親
（

左
近
将
監
）
射

手
を
勤
む

・
幕

府
弓

始
め
に
知
久
信
貞
・
藤
沢
時
親
射
手
を
勤
む

・
藤
沢
時
親
一
〇

人
の
射
手
の
選
に
入
る

・
平

清
盛
太
政
大
臣

と
な
る
（

一
一
六
七
）

・
源
空
（
法
然
）

浄
土
宗

を
開
く

・
以

仁
王
令
旨
、
源
頼
朝
伊
豆

で
、
源

義
仲

木
曾

で
挙
兵
（

一
一
八
〇
）

∴

ノ
谷
の
合
戦
平

氏
敗
走
（
一
一
八
四
）

・
平
氏
滅
亡
　

頼
朝
諸
国
に
守
護

地
頭
殷
殷

二

一
八
五
）

・
頼
朝
関
東
諸
国
の
諸
庄
に
貢
租
未
済
分
に
催
促
を
加
え
る
（
一
一
八
六
）

・
小
笠
原
長
清
信
濃
守
と
な
り
松
尾
城
に
居
城
す
（
　
　

″
　

）

・
頼
朝
奥
州
平
定
（
奥
州
藤
原
氏
滅
亡
）
（

一
一
八
九
）

・
東
大
寺
再

建
（
一
一
九
〇
）

・
僧
栄
西
帰

朝
し
て
臨
済
宗

を
広
め
る
（

一
一
九

一
）

・
頼
朝
　
征

夷
大
将
軍

と
な
り
、
鎌

倉
に
幕
府

を
開
く
（

一
一
九
二
）

・
信
濃
守
護

比
企

能
員

の
乱
（

コ

ー○
三
）

・
源
実
朝
暗

殺
さ
れ
北
条
氏
執
権
と
し
て
実
権
を
握

る
（
一
一
二

九
）

・
承
久

の
乱
　

六
波
羅
探
題
設
置
（

コ
一
二

こ

・
親
鸞
「
真
宗
」
を
開
く
（

コ

ーニ
四
）

・
道
元
帰
朝
「
曹
洞
宗
」
を
開
く
。
鎌
倉
街
道
開

か
る
（
一
二
二
七
）

・
北
条
重
時
信
濃
守
護
と
な

る
（
一
二
二
九
）

・
関
東
御
成
敗
式
目
（
貞
永
式
目
）
制
定
（
一
二
三
二
）

・
日
蓮
「
法
華
宗
」
を
開
く
（

ニ

ー
五
三
）
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年 表

時　　　　　　　 代 鎌　　　　 倉　　　　 時　　　　 代 願
一 一　　 一 一 一 一 一 一 一 一 一　　 一 一　　 一　　 一 一 一 一 一 一 一 一
四 四　　 四 三 三 三 三 三 三 三 三　　 三 三　　 三　　 三 三 三 三 二 二 二 二
五 四　　 〇 九 八 八 六 五 四 三 三　　 三 三　　 三　　 二　 二　一　 Ｏ Ｏ 八 七 六
一　 五　　　 〇　二　 二　 〇　 八　 六　 〇　 八　 六　　　 五　 四　　　 三　　　 九　一　 四　三　 〇　 一　 四　 〇

西
暦

年

代

宝 文　　 応 元 弘 天 応 正 興 延 延建　　//　 建　　 元　　 元 元 正 嘉 正 弘 文 正
徳 安　　 承 中 和 授 安 平 国 元 元武　　　 武　　 弘　　 徳 享 和 元 安 安 永 元

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一
二 二　　 七 九 三 六 一 一 一 三 一三　 二　 一　　　 三　　　 －　 一　 三　 四　二　 四　一　 二

年
号

小 こ箕　　 伊　　　 正　 宗　 福　 諏　北　　　　　　　 伊　 藤　　　 大　 幕　 正　 中　 松　 中　幕　　　　　 藤
笠 の輪　　 那　　 眼　良 与 訪 条　　　　　　 那　 沢　　 歌 府 眼 沢 林 沢 府　　　　 沢
原 こ義　 の　　 智 親 城 円 時　　　　　 の 四　　 勇 諏 智 郷 寺 郷 伊　　　 左

持 ろ雄　 諸　　 鑑 王 主 忠 行　　　　　 諸 郎　　 健 訪 鑑 の 開 の 那　　　 衛

長 伊一　 族　　 禅 信 藤 が ら　　　　　 族 政　　 澄 上 禅 中 基 中 春　　　 門
伊 那 の　　 大　　 師 濃 沢 ７ 伊　　　　　 横 頼　　 心 社 師 沢　 と　 沢 近　　　　 五

那 の宮　　　塔　　　 没　 を　氏　 諏　 那　　　　　　　　川　 大　　　 寺　 の　 。　 氏　 伝　氏　 領　　　　　　郎
郡 諸に　　 。　　 す 去 等 訪 君5　　　　　 城 祝　　 に 造 大 出 え 一 を　　　　 光

手 族神　　 更　　 。 る 御 大 大　　　　　 に の　　 入 営 歎 雲 ら 族 地　　　　 朝
良 諏社　　 級　　 五　　 射　 明　 徳　　　　　　 こ　 職　　 る　 諧 勇　 淀 れ 争 頭　　　　 射

郷 訪建　　 ゛　　　 三　　　 山　 神　 王　　　　　　　 も　 に　　　　　 役　 健　 本　 る　い　 請　　　　　 手
・ 社立　 合　　 歳　　 社 絵 寺　　　　　 つ つ　　　 を ゛ 荘　　 幕 所　　　 を

同 のと　　 戦　　 ゛　　 大 詞 城　　　　　 て　 く　　　　 諸 長 の　　 府 と　　　　 勤

八 神
伝　　 に　　　　　　 祭 ゜　 に　　　　　　 守　　　　　　 郷　 岡 地　　 の　し　　　　 む

乙 事 う　　 参　　　　　　 を　 を 挙　　　　　　 護　　　　　　 に　 に 頭　　 仲　 ｀
女 を　　 加　　　　　 行 著 兵　　　　　 小　　　　　 課 生 職　　 裁 請
・ 勤　　　　　　　　　　 な　 わ　 ｀　　　　　　 笠　　　　　　 す　 ま　 を　　　 を　料

金 仕　　　　　　　　　 う　 す 小　　　　　 原　　　　　　　 る 争　　 受 反
原 す　　　　　　　　　

⌒　　
笠　　　　　 貞　　　　　　　　　 い　　　 け　 別

等 る　　　　　　　　　 伝　　 原　　　　　 宗　　　　　　　　 訴　　 る 銭
を　　　　　　　　　　　 ゛　　 貞　　　　　　 の　　　　　　　　　 訟　　　　 二
諏　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宗　　　　　　　 軍　　　　　　　　　　　 に　　　　　 Ｏ
訪　　　　　　　　　　　　　　　　 の　　　　　　 と　　　　　　　　　　 勝　　　　 Ｏ
下　　　　　　　　　　　　　　　　 軍　　　　　　 戦　　　　　　　　　　 つ　　　　 文
社　　　　　　　　　　　　　　　　 と　　　　　　 い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と

神　　　　　　　　　　　　　　　　　 戦　　　　　　　 敗　　　　　　　　　　　　　　　　　 定

領　　　　　　　　　　　　　　　　　 う　　　　　　　 れ　　　　　　　　　　　　　　　　　 め
と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る
定

め
る

村

内

及

び

近

郷

の

で

き

事

関　 小　正　 大　 南　　　　　　　　　 宗　 足　 後　足　 北　 建　 北　 鎌　 元　　　 後　　　　　 永　弘　 文
東 笠 長 塔 北　　　　　　 良 利 醍 利 条 武 条 會 弘　　 醍　　　 仁 安 永
管 原 の 合 朝　　　　　　 親 尊 醐 尊 時 新 時 幕 の　　 醐　　　 の の の
領　 氏　土　 戦　 が　　　　　　　　　 王　 氏　 天　氏　 行　 政　 行　 府　 変　　　 天　　　　　 徳　 役　 役

の の
一　　 合　　　　　　 伊 征 皇 挙 を 行 信 亡 。　　 皇　　　 政 。 。

内　 分　 揆　守　 一　　　　　　　　　 那　 夷　 吉　兵　 信　 な　 濃　 ぶ　 一　　　 院　　　　　 令　 蒙　 蒙
紛　 裂　 お　 護　す　　　　　　　　　 に　 大　 野　。　 濃　 わ　へ　 。　 三　　　 政　　　　　 。　 古　 古
続　 は　 こ　 小　 る　　　　　　　　　 入　 将　 に　一　 に　 る　 逃　 一　 三　　　 を　　　　　 御　 襲　 襲
く　 じ　 る　 笠　。　　　　　　　　　 る　 軍　 移　三　 兵　

⌒　 れ　
三　 一　　　 廃　　　　　 家　 来　 来

ま　⌒　
原　 －　　　　　　　　　

⌒　 と　 り　
三　 を　 一　 諏　 三　し　　　 止　　　　　 人　し　 し

る 一
長 三　　　　　　 － な ｍ 五 挙 三 訪 三 ⌒　　　　　　 の ⌒ ⌒

四 秀 九　　　　　　 三 り 南 ゛ げ 三 氏 ゛ 斐　　 親　　　 負 二 二
二 京 二　　　　　　 三　 ｀ 朝　　 鎌 四 ら　　 禾　　 政　　　 債 一 一
八 都 ゛　　　　　 九 室 ゜　 倉 ゛ と　　 渋　　 。　　　 免 八 七
－ に　　　　　　　 － 町 が　　 を　　 結　　 貨　　 一　　　 除 こ 巴

敗　　　　　　　　　　　 に　 で　　 陥　　 ぶ　　 設　　 三　　　　 ゛
走　　　　　　　　　　　　　 幕　 き　　　 し　　　

⌒　　　
悠　　　 二　　　　　

⌒

⌒　　　　　　　　　　　　　 府　 る　　　 い　　　 一　　　　　　　 一　　　　　 二

ー　　　　　　　　　 を ⌒　　 れ　　 三　　　　
し　　　 －

四　　　　　　　　　 開 －　　 る　　 三　　　　　　　　
九

〇　　　　　　　　　　　 く　 三　　
⌒　　

三　　　　　　　　　　　 占

○
一　　　　　　 し一　　 －

⌒ －し　　　　　　　　 一 六　　 三

斯　　　　　　　　 三
口　　 三

波　　　　　　　　　　　　 三　　　　 五

義　　　　　　　　　　　　 九　　　　 ゛
将　　　　　　　　　　　　　　　　し

信

濃
守
護

と
な
る

関

係

事

頃
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表年

町室

一
四

五

四

一

四
五

五

一
四

五

七

一
四

六

三

一
四

六

七

一
四
七
〇

一
四
七
三

一
四
七
七

一
四
八
二

一
四
八
五

一
四
九
二

一
五
○
一

一

五

二

四

一

五

二

八

一
五

三
〇

一
五

三

二
一一
享

徳

1/

一

一

一

-

一

一

一

一

一

一

//

五

μ

九

・
諏
訪
御

府
文
書
に
大
井

手
、

箕
輪
福

島
殿

と
あ
る

・
小
河
内

無
量

寺
阿
弥
陀
如

来
像
修
理

さ
る

・
花

会
、

箕
輪

藤
沢
遠
江
守

道
政
と

あ
る
（

諏
訪
御
府
文
書
）

・
花

会
、
大
井
且

福
島
大
和
守
政
兼
と

あ
る
（
　
　

″
　

）

・
応
仁
中
　

箕
輪
領

主
藤
沢
信
右
と

あ
る

・
こ

の
こ

ろ
箕
輪
領
主
藤
沢
信
右
上
社
伊
那
回
り
湛
神
事
を
行
な
う

・
諏
訪
上
社
伊
那
回
り
湛
神
事
（
久
保
）
を
行
な
う

・
羽

広
山
王
社
再
建
と
伝
う

・
花
会
藤
沢
遠
江
守
頭
役
と
な

る

´
　
　
　

・
諏
訪
上
社
伊
那
回
り
湛
神
事

’

一
五
　

高
遠
接
の
諸
族
諏
訪
の
諸
族
と
争
う

μ

-

一

μ

-一

//

一
五

三
二

″

一
五

三
四

″

一
五

三
六

″

一
五
三

八

″

一
五
四

二

″

一

一

一

・
諏
訪
上
社
伊
那
回
り
湛
神
事

・
長
岡
長
杉
寺
創
建
三
日
町
御
射
山
三
社
神
符
社
再
建
と
伝
う

・
久
保
西
念
寺
創
立
と
云
う

・
羽
広
仲
仙
寺
（
旧
藤
宝
寺
）

の
仁
王
像
が
作
ら
れ
る

・
殿
村
・
上
社
御
造
営
に
「
正
物
七
斗
か
す
籾

七
升
」

と
あ
る

・
福
与
諏
訪
社
再
建
　
大

県
介

に
松

島
氏
あ
リ

・
箕
輪
氏
上
棚
へ
御

射
山
社
を
移
す
と
伝
う

・
松
島
明
音
寺
建
立
と
伝

う

、
文
の
初
め
大
泉
城
に
大
泉
上
総
・
御
子
柴
に
高
木
氏
・
田
畑
に
旦

戸
氏
・
北
殿
倉
田
城

謡

倉
田
将
監
・
南
殿
に
有
賀
氏
、
久
保
棚
木
城
に
棚
木
四
郎
、
松
島
に
松
島
氏
、
木
下
城

に
木
下
惣
蔵
、
大
出
城
に
藤
沢
織
部
、
中
条
に
唐
沢
備
前
あ
り
共
に
藤
沢
氏
に
属
す

一

一

一

一

一五

・
伊
那
郡
大
洪
水

・
大

県
介
松

島
氏
あ
り

・
神
子
柴
神
社

に
神
馬
奉

献

七
　
・
小
笠
原

長
時
、
松
尾

の
小
笠
原

信
定
ら
甲

斐
に
出
兵
、

こ
の
戦
い
に

お
い
て
倉
田
将

監
戦

死

す

一

一
　
・
武
田
信
玄
伊

那
に
攻

め
入

る

瀬
沢
合

戦
に
箕
輪
平

治
あ
り

・
浅
間
山
噴
火
（
一
四
五
一
）

・
太
田
道
濯
江
戸
城
を
築
く
（
一
四
五
七
）

・
応
仁
の
乱
起
る
（
一
四
六
七
～
七
七
）

・
信

濃
守
護
南
信
小
笠
原
政
秀
、
北
信
上
杉
房
定
に
分

か
れ
る
（

一
四
七
七
）

・
山
城
国
一

揆
お
こ

る
（

一
四
八
五
）

・
加
賀
一
向
一
揆

お
こ

る
（
一
四
八
八
～
一
五
八
〇
）

・
木
曾
氏
高
遠
を
領
す
（
一
五
三
六
）

・
武
田
信
玄
高
遠
頼
継
と
通

じ

て

諏
訪
頼
重
を
討
つ
、

頼

重
甲

府
で
白
刃
し
諏
訪
氏
亡

ぶ

二

五
四

二
）

・
種
子
島
に
鉄
砲
伝

来
（
一
五
四

三
）

102 ７



年　　　 表

代　　　　　　　　 時 室　　　　　　　　　 町　　　　　　　　　 時　　　　　　　　　 代 区時
分代

一 一 一 一 一 一 一 一 一　　 －　　　 一　　 一　 一　　 一　　　 一 一
五 五 五 五 五 五 五 五 五　　 五　　　 五　　 五　 五　　 五　　　 五 五
八 八 七 七 七 七 六 六 五　　 五　　　 五　　 四　 四　　 四　　　 四 四
ニ ー ハ 四 ニ ー 九 五 八　　 六　　　 四　　 九　 八　　 七　　　 五 四

西
暦

年

代

り　　11　　11　 天　//　 刀　//　　//　 水　　 弘　　　　　 け　　　　 り　　　 け　　　　　11　　　　 天　1/

正　　 亀　　　 禄　　 治　　　　　　　　　　　　　　　　　　 文

一一　　　　　　　　 一　　　　　　　　　　　　　 一　 一　　　 一　　　　　 一一
○ 九 六 二 三 二 二 八 一　　 二　　　 三　　 八　 七　　 六　　　 四 三

弩

●　　 ●　　 ●　　 ●　，●　　 ●　　 ●　　 ●　　●　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　φ　　 ●　　 ●　　　 ●　　　　　　 ●　　 ●　　●　　 ●　　 ●

信 伊 織 木 伊 諏 伊 南 京 諏 大 信 武 信 晴 武 藤 信 す 村 さ 大 信 藤 藤 武 御

長　 那　 田　 下　 那　 訪　 那　 殿　 都　 訪　 旱　 玄　 田　 玄　 信　 田　 沢　 玄　　 上　 る 県　 玄　 沢　 沢　 ｍ　 射

の の 信 法 諸 神 の の 本 上 に　 ｀ 晴 殿 三 晴 頼 箕　 義　 介 高 頼 頼 信 山

急 地 忠 界 郷 社 軍 清 国 社 神 松 信 村 日 信 親 輪　 清　 松 遠 親 親 玄 社

死　 毛　 高　 寺　 諏　 造　 役　 水　 寺　 伊　 徳　 島　 全　 八　 町　 福　 甲　 城　　 ・　　 島　 城　 武　 弟　 杖　 別

に 利 遠 建 訪 宮 武 土 の 那 あ　 ｀ く 幡 御 与 府 の　 小　 氏 の 田 権 突 当

よ　 河　 城　 立　 社　 帳　 田　 左　 合　 回　 り　 伊　 伊　 宮　 射　 城　 に　 鍬　　 笠　　 あ　 鍬　 信　 次　 峠　 寺

り　 内　 を　 と　 造　 に　 勢　 死　 戦　 り　 ｀　 那　 那　 に　 山　 に　 行　 立　　 原　　 り　 立　 玄　 郎　 か　 藤

保　 秀　 攻　 伝　 宮　 窪　 と　 去　 に　 湛　 箕　 部　 地　 七　 三　 立　 く　 て　　 長　　 ゜　 て　 に　 を　 ら　 宝

科　 頼　 め　 う　 の　 の　 し　 と　 小　 神　 輪　 ｀　 方　 貫　 社　 ち　　　 を　　 時　　 松　 を　 従　 質　 高　 寺

正　 の　 落　　　 た　 郷　 て　 伝　 笠　 事　 南　 黒　 を　 二　 に　 寄　　　 行　　 諏　　 島　 行　 い　 に　 遠　 武

直　 所　 と　　　 め　 ・　 三　 う　 原　 行　 宮　 河　 手　 ○　 社　 り　　　 な　　 訪　　 満　 な　 駿　 出　 箕　 田

高　 頷　 し　　　 諧　 大　 方　　　 信　 な　 社　 内　 中　 ○　 頷　 白　　　 う　　 に　　 清　 う　 河　 し　 輪　 の

遠　 と　 。　　　 役　 泉　 原　　　 定　 わ　 に　 氏　 に　 文　 を　 鳥　　　　　　 討　　 武　　　 に　 小　 方　 兵

城　 な　 三　　　 を　 郷　 に　　　 に　 る　 鹿　 等　 収　 の　 寄　 四　　　　　　 入　　 田　　　 出　 笠　 面　 火

に　 る　 ・　　 勤　 ・　 出　　　 従　 。　 頭　 伊　 む　 土　 進　 郎　　　　　　 り　　 に　　　 陣　 原　 に　 で

入　 。　 二　　　 む　 殿　 陣　　　 い　 塩　 の　 那　 ｀　 地　　　 に　　　　　　 塩　　 起　　　 し　 長　 攻　 焼

り 三 ゛　　 。 村　　　 木 野 稚 八 以 奉　　 土　　　　 尻　 請　　 て 時 め 失

藤 ・ 諏　　 大 ・　　　 下 井 児 人 後 納　　 地　　　　 峠　 文　　 帰 の 入 と

沢　 六　 訪　　　 泉　 沢　　　　　 惣　 と　 七　 衆　 －　　　　　 を　　　　　　 に　　 を　　　 る　 も　 る　 伝

頼　 し　 に　　　 之　 尻　　　　　 蔵　 あ　 五　 を　 三　　　　　 与　　　　　　 破　　 出　　　 と　 と　
⌒　

う

親　　　 入　　　 郷　 等　　　　　 戦　 り　 奉　 狐　 年　　　　　 う　　　　　　 ら　　 す　　　 伝　 に　 六

田　　　 る　　　 ・　 あ　　　　　 死　 ゛　 納　 島　 間　　　　　　　　　　　　 る　　 松　　　 う　 走　 月

中　　　　　　　 沢　 り　　　　　 す　　　 の　 に　 支　　　　　　　　　　　　　 ｀　　 島　　　　　 る　 ゛

城　　　　　　　 尻　　　　　　　　　　　 神　 処　 配　　　　　　　　　　　　 こ　　 対

に　　　　　　　 之　　　　　　　　　　　 事　 刑　 し　　　　　　　　　　　　 の　　 島

戻　　　　　　　 郷　　　　　　　　　　　 を　 す　 諸　　　　　　　　　　　　 と　　 守

る　　　　　　　 な　　　　　　　　　　　 始　　　 役　　　　　　　　　　　　 き　　 貞

ど　　　　　　　　　　　 む　　　 を　　　　　　　　　　　　 箕　　 実

あ　　　　　　　　　　　　　　　 課　　　　　　　　　　　　 輪　　 高

り　　　　　　　　　　　　　　　 す　　　　　　　　　　　　 次　　 遠

し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 郎　　 に

従　 誘

軍　 殺

村

内

及

び

近

郷

の

で

き

事

本　　 織　　 上 武 武　　　 信 上　　　　　　 信　　 フ　　　　 武　　　 武

能　　
田　　 杉 田 田　　　 玄 杉　　　　　　 濃　　 ラ　　　　　 田　　　 田

寺　　 勢　 謙 信 氏　　　 諏 ・　　　　　 国　　 ン　　　　 氏　　　 氏

の　　
信　　 信 玄 三　　　 訪 武　　　　　　 守　　 シ　　　　　　　　 小

変　　 濃　　 没 下 方　　　 下 田　　　　　　 護　　 ス　　　　 上　　　 笠
｀　　 甲　　 す 伊 が　　　 社 両　　　　　　 小　　 コ　　　　 杉　　　 原
信　　 斐　　 。 那 原　　　 の 軍　　　　　　 笠　　 ・　　　　　 氏　　　 頷

長　　 侵　　 一 駒 に　　　 祭 川　　　　　　 原　　 ザ　　　　 信　　　 内
急　　 入　　 五 湯 徳　　　 礼 中　　　　　　 氏　　 ビ　　　　 濃　　　 へ
死　　 。　　 七 で 川　　　 を 島　　　　　　 没　　 工　　　　 国　　　 塩

。　 一　　 八 病 勢　　　 再 で　　　　　　 落　　 ル　　　　 で　　　 の
六　　 五　　 ゛ 死 を　　　 興 戦　　　　　　 。　 鹿　　　　 戦　　　 輸

八　　　 ⌒ 破　　　 ⌒ う　　　　　　 一　　 児　　　　 う　　　 送
ニ　　 ニ　　　 ー る　　　 － ⌒　　　　　　 五　　 島　　　　 。　　　 を
゛　　　　　 五

⌒　　　
五 一　　　　　　 五　　 に　　　　 一　　　 禁

二　　　 七 一　　　 六 五　　　　　　 三　　 来　　　　 五　　　 ず
Ｓ　　　 三 五　　　 五 六　　　　　　 し　　 た　　　　 四　　　

⌒
三　　　 ・ 七　　　

し －　　　　　　　　　 り　　　　 七　　　 一

し　　　　　 四　 二　　　　　　　 こ　　　　　　　　　　　　　 キ　　　　　　　 し　　　　　 五
し　 し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 リ　　　　　　　　　　　　　 四

ス　　　　　　　　　　 五
卜　　　　　　　　　　 こ
教

を
伝
う

一

五
四
九

関

係

事

頃

祁 銘



年　　　 表

山桃土安

一

五

九

六

一

六

〇

〇

//

-五

・
小
笠
原
信

嶺
・
知
久
頼
元

・
保
科
正

直
ら
田

中
城
を
攻

む

箕
輪
重
時
・
向
山
主
人
・
白

鳥
四
郎

ら
奮

戦
す
る
も
七
月
一

八
日
田
中
城
落
城
藤
沢
頼
親

同
左
衛
門
戦
死

・
木
曾

義
昌
家

康
か
ら
箕
輪

の
諸
職
を
安

堵
さ
れ
三
日
町
御
射
山
三
社
・
福
与
諏
訪
社
に
社

領
寄
進
（
八
月
）
殿
村
八
幡
宮
に
五
貫
文
寄
進

・
小

づ
Ｊ
皿
准
家
康

に
叛
し
高
遠
城

の
保
科
正
直
を
攻

め
大
敗
す
、
箕
輪
太
左
衛
門
先
導

・
大
地
震
、
御
射
山
大
明
神
社
崩
壊
（
石
碑
）

・
　（
天
文
年
中
）
上
伊
那
十
騎
保
科
氏
に
従
う

・
塩
ノ
井
湛
神
事
あ
り

・
与
地
の
戦
い
に
箕
輪
半
蔵
、
小
笠
原
貞
慶
に
屈
し
戦
死
と
伝
う

・
箕
輪
の
地
約
一
か
年

間
真
田
信
幸
の
所
領

と
な
る

・
毛
利
秀
頼
伊
那
検
地
の
進
捗
を
促
す

・
沢
尻
村
亡
村

と
な
る
（

承
応
三
年

ま
で
六
二
年
間
）

・
清
水
正

寿
土
着
と
伝

う

・
京

極
修
理
太
夫

箕
輪

山
西

部
の
道
路
開
発
を
進

め
る

・
洪
水
、
浅
間

山
爆
発
、
秋
凶
作

・
伊
那

の
地
徳
川
家
康

の
蔵
入
地
と
な
り
朝
日
受
永
代
官
と
な
る

・
保
科
正
直
高
遠
に
復
帰
二
万
五
千
石
を
頷
す

・
秀
吉
山
城
の
国
の
検
地
を
行
な
う
（
七
）

・
秀
吉
大
坂
城
に
入
る
（
一
五
八
三
）

・
小
牧

長
久
手
の
戦
い
（
一
五
八
四
）

・
秀
吉
関
白
と
な
る
（

一
五
八
五
）

・
秀
吉
太
政
大
臣

と
な
り
、
豊
臣
姓

を
賜

る
（

一
五
八
六
）

・
豊
臣
秀
吉
北
条
氏
を
亡

ぼ
し
家
康
を
関
東
へ
移
討
（
一
五
九
〇

）

・
秀
吉
、
朝
鮮
征
伐
を
命

ず
【

一
五
九

】
）

・
京
極
修
理
太
夫
高
知
飯
田

城
主
と
な
る
（
一
五
九
三
）

・
秀
吉
朝
鮮
再
征
を
決
す
（
一
五
九
六
）

・
関
東

一
円

・
甲
信
百
年

来
の
大
洪
水
（

六
・
一
九
～

二
三
）

―
関

ケ
原

の
戦
い
（

コ
（

○
○
）

江　　戸　　 時　　 代
区時

分代

一 一 一　　　　 一

六 六 六　　　　 六
〇 〇 〇　　　　 〇
七　 八　三　　　　　　 －

西
暦 年

代

11　　11　　り　　　　　　　　慶
長

一 一
四　 三　八　　　　　　 六

年
号

●　　●　　●　　●　　
・　　　●

大　 殿　千　 春　 朝　 輪箕
泉 村 村　 日　 日　地輪
衆 の 平 淡 千 域一
二　 検　右　 路　 助　 各万
二 地 衛 守 社 村石
名 行 門 春 寺 そ ｀
尾　 な　 伊　 日　へ　 の飯
州　 ゎ　那　 街 寄　 支田
津　 る　代　 道　 進　 配城
島　 ｀　官　 を　。　 を主

神　
春　 と　開　 殿　 受小

社　 日　な　 き　村　 く笠
に 街 り 始 八　 原
参　道　 ｀　め　幡　　 秀

詣　 開　 そ　る　
宮　　 政

す 通 の　　 ほ　 の
・　支　　 か　 所
大 配　　 ゛　 領
泉　 を　　　　　 と ・
宿　受　　　　　　 な
設　 け　　　　　　 リ
置　る　　　　　　 ｀
か　　　　　　　　　　田

中

城

に
陣
屋

を

お
き

南

箕

村

内

の

で

き

ご

と

家　家　　　　 小

康　 康　　　　 笠
征　 ｀　　　　 原
夷　 京　　　　 秀
大　 都　　　　 政

将　二　　　　 飯
軍　 条　　　　 田
と　 城　　　　 城
な　 造　　　　 主

り　
営　　　　 と

江　 着　　　　 な
戸　手　　　　 る
冪　。　　　　 。

府 一　　 五
を 六　　 万
開 ○　　 石
く　二　　　 し

一　　　　　 六

六　　　　　
〇

〇　　　　　 一
三　　　　　 し

関

係

事

項
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年　　　 表

代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 時
区時
分代

一 一 一 一　　　　　　　　 一　　 一 一　　　 一 一一 一 一 一 一　　 一 一 一
六 六 六 六　　　　　　　　　 六　　 六 六　　　 六 六 六 六 六 六　　 六 六 六
六 五 五 五　　　　　　　　 四　　 四 囚　　　 四 三 三 二 二 二　　 一 一 一
○ 六 四 三　　　　　　　　　 九　　 八 七　　　 二 七 五 六 四 三　　 五 四 二

西
暦

年

代
寛　 明　//　 承　　　　　　　　　　　　　 々　　　 慶　 正　　　　　 々　 々　々　〃　 寛　 々　元　 〃　 夕　慶
文　暦　　　 応　　　　　　　　　　　　　　　　　 安　 保　　　　　　　　　　　　　 永　　　 和　　　　　 長

－　 一　 一　　　　　　　　　　　二　一　 一
一 二 三 ニ　　　　　　　　 ニ　　 ー 四　　　 九 四 二 三 元 九 － ○ 九 七

年
号

上　 殿　こ　 大　 久　 北　 殿　 北　 殿　　　 伊　 久　 大　 箕　　　　　 全　 真　　　 伊　 天　　　 箕　殿　 小　 天
伊 村 の 泉 保 殿 村 殿 村 大 那 保 泉 輪　　　 国 虫　　 那 竜　　 輪 村 笠 竜
那　 八　こ　 村　 神　 に　 八　村　 南　泉　 街　 村　 村　 領　　　　　 的　 平　　　 地　 川　　　 一　 八　 原　 川
地　 幡　ろ　 一　 明　 宗　 幡　・　 北　宿　 道　 か　 か　 総　　　　　 連　 採　　　 方　 大　　　 万　 幡　 秀　 洪
方　 宮　 沢　 斉　 宮　 門　宮　 南　 殿　 を　全　 ら　 ら　 検　　　　　 続　 草　　　 大　 洪　　　 石　 宮　 政　 水
大 拝 尻 検 創 改 朱 殿 村 廃 線 吹 大 地　　　 凶 地　　 地 水　　 水 再 殿 田

洪 殿 復 地 建 帳 印 村 に 止 付 上 泉 始　　　 作 に　　 震 夏　　 下 建 村 中
水 再 興 行 と 。 状 ・ 分　 ｀ け 新 新 ま　　　 。 つ　　 所 大　　 陣　　 八 城

造　 ｀ な 伝 水 あ 田 か 北 替 田 田 り　　　 壬 き　　 々 旱　　 屋　　 幡 陣
棟　 久　 わ　う　 村　 り　畑　 れ　殿　 え　 分　 分　 ｀　　　　　 午　 箕　　　 の　 舘　　　 支　　　 宮　 屋
札　 保　 る　　　 最　。 村　 る　大　 ｀　郷　 郷　久　　　　　 の　 輪　　　 家　 ｀　　　配　　　 の　 を
に　沢　　　　　 古　以　 ・　　　 泉　 宿　 か　　　 保　　　　　 飢　 領　　　 倒　 草　　　 。　　　 修　 木

ｍ 尻　　　 の 後 御　　 合 揚　　　 村　　　 饉 高　　
壊 木　　 箕　　 造 下

伊 村　　　 も 八 子　　 宿 整　　　 検　　　 と 遠　　 。 枯　　 輪　　 を に

那 と　　　 の 通 柴　　 と 備　　　 地　　　 い　 領　　 一 れ　　 郡　　 命 移
郡　 な　　　　　 ゛　 の　村　　　 な　 を　　　　　 を　　　　　 う　と　　　 ○　 河　　　 代　　　 ず　 す
蕗 る　　　 作 朱 一　　 る 行　　　 受　　　 ゛ 争　　 ・ 魚　　 加　　 。
原　　　　 ら 印 斉　　　 な　　　 け　　　　 論　　 四 千　 集　 一
庄　　　　 る 状 検　　　 う　　　 る　　　　 始　　 し 死　　 杢　　 二
箕　　　　　　　　　 あ　 地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ま　　　　　 す　　　 之　　　 ・
輪　　　　　　　　　 り　行　　　　　　　　　　　　　　　　　　 る　　　　　　　　　 助　　　 二

郷　　　　　　　　 し　 な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
し　　　 四

･-　　　　　　　　　　　　 わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し

と　　　　　　　　　　　　　　る
あ
る

村

内

の

で

き

ご

と

禁　　　　畜宮胃傍翌條　　な言ごタバE
詰　　　　梁貿びづ で鵠袁　　音容縁縁
j§1　　　　ﾌﾞj金談宍哲ニ　　ズ万育ぶ二

蜜　　　　昌鍵万ｼﾐﾔ こｼ白　　で黒義高
安　　　　止郷三八六゛　　な封亡゛
奘　　　　AレE ゛　　谷落　　ﾊﾐﾝﾐ

jj　　　　こ 皆　　　　］と　　三谷谷
二　　　 ま言　　　 こ　 ゛
回　　　　言事　　　　こ

と　　　　 犬、　　 迩

芯

関

係

事

項

珀 釦



表年

戸

一

七
〇

六

一

七
〇

七

一

七

一
四

//

一

一

一

一

一

一七九

一

一

一

・
久
保
・
北
殿

・
南
殿
・
田
畑
・
御
子

柴
五
か
村
新
田
検
地

・
真
虫
平

争
論
江
戸
評
定
所

の
裁
許
で

る

・
伊

那
街
道
宿
問
屋

と
中
馬

と
の
争
論

あ
り
裁
許

さ
る

・
大
飢

饉

・
沢
尻
新
田
検
地

高
入

れ
、
御
子
柴
を
神
子
柴

と
改

む

・
箕
輪
南
宮
社

鹿
踊

り
規
定
で
き

る

・
箕
輪
村

々
村
明
細
帳
（
差
出
帳
）
を
提
出
す

る

・
箕
輪
一
万
石
（
他
）
板
倉
氏

の
所
領
と
な

る
（
木
下
陣
屋
）

・
こ

の
こ
ろ
か

ら
元
禄
に
か
け
て
村
内
人
口
及
び
下
人
数
急
増

・
各
村
一
斉
新
田
検
地
行
な
わ
る

・
天
竜
川
洪
水
（
七
月
）

・
五
か
村
（
大
泉
・
大
泉
新
田
・
富
田
・
吹
上

・
中
曾
根
）

の
上
井

で
き
る

・
田
畑
神
明
宮
創
建

・
こ
の
こ
ろ
稲
麦
の
品
種
へ
の
関
心
が
高
ま
り
品

種
数
増
加

・
伊
那
郡
七
三
か
村
中
馬

出
入
り
裁

許
あ
り
・
大
泉
大
火
（
七
月
）

・
箕
輪
領
村

々
権
兵
衛
街

道
開
さ
く
、
承
認

に
当

た
り
木
曾
一
一
宿

よ
り
助
馬

を
徴

さ
ぬ

Ｉ

札

を
と
る

・
百
姓

持
林

、
草
場

の
一
斉
改

め
を
受
け

る
（
以

後
林
草
場
年
貢
納
）

・
こ
の
年
洪
水
七
尺
余

の
満
水
、
北
殿
耕
地

の
中

へ
川
筋
入

る
（
五
月
）

・
こ
の
こ
ろ
久
保
庵
を
久
保
寺

と
改
称
（
鎌
倉
時
代
創
建

と
伝
う
）

コ

ー
　・

箕
輪
頷
御
料
所

と
な
り
、

箕
輪
領

の
う
ち
五
千
石
太
田
私
領
と
な
り
、
久
保
・
北
殿
と
南

一
　

殿

の
一
部
太
田
領
と
な

る
（
八
月
）

一

五
一

一

一
四

・
鹿
踊
り
神
事
料
（
籾
一
石
）
領
主
よ
り
与
え
ら
れ

る

・
大
地
震

あ
り
大
泉
地
下
水
筋
変

わ
り
飲
み
水
に
困

る

・
北
原
稼
野
（
入
会
地
）
争
論
始
ま
る

・
通
し
馬
自
由
の
中
馬
関
係
裁
許
出
る

・
富
士
山
大
噴
火
伊
那
に
も
降
灰

あ
り
（
一

・
勝
光
寺
本
堂
及
び
本
尊
像
の
修
理
行
な
わ

・
大
泉
村
大

助
郷
村
に
指
定
さ
れ
る

・
神
子
柴
村
・
久
保
村
大
助
郷
村
と
な
る

る一

・

二

三
）

・
幕
府
分
地
制
限
令
を
出
す
（
一
六
七
三
）

・
井
原
西

鶴
「
好
色

一
代
男
」

を
出
す
（
一

六
八
二
）

・
生
類
憐
み

の
令

を
発
す

る
（

二
（

八
七
）

・
木
曾
谷

の
宿
方
木
曾
伊
那
交
通
路
の
開
さ
く
を
企
て
る
（
一
六
九
五
・
八
）

・
板
倉
氏
庭
瀬
へ
所
替
え
（
一
六
九
九
）

・
赤
穂
浪

士
打

ち
入
り
（
一
七
〇

二
）

・
内
藤
頼
郷
高
遠
藩
主
と
な

る
（
一
七
一
四
）
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表年

区時
分代

代時

年
－

西
暦

代
年
号

五
一　-

五

一

一

一

七
一

一

一
五一

一

一

一

一

一

一
一四一

一七

村
　

内
　

の
　

で
　

き
　

ご
　

と

・
上
伊
那
北

部
一
七

か
村

箕
輪
二

六
か
村
木
曾
助
郷
免
除
願

提
出

・
伊
那
郡
未
曾
有

の
水
害
（
正
徳
未

の
満
水
）
南
殿
本
瀬
四
〇
間
押
し
切
り
、
田
畑
村

の
井

堰
水
門
大
破
（

六
月
）

・
箕
輪

領
と
高
遠
領

に
て
北
沢

・
南
沢
・
中
野
原
等

の
入
会
地
利
用
規
定
を
定

む

・
北
殿

村
・
田
畑
村
・
南
殿
村
大
助

郷
村

と
な
る

・
天
竜
川
満
水

、
田
畑
村
井

堰
玖
樋

流
失
（

六
月
）

・
北
殿

・
田

畑
・
大
泉

の
新
田

検
地
行

な
わ
る

・
天
竜
川
大

泉
川
氾

濫
川
欠

け
多
し
（
亥

の
川
欠
け
と

い
う
）

・
旱
損

風
損
多
く
大
凶
作

と
な
な
る

・
村

々
大
井
川

普
請
の
国
役
金

を
負
担
す

・
五
－

八
月
大
雨

被
害

多
し
、
田
畑
伏

越
樋

流
失
（
八
月
）

・
神
子
柴
・
田
畑
両

村
と
上
牧

・
野
底
両
村

の
天
竜
川

通
り
大
境

争
論
起
こ

る

’
中
野

原
・
三
本
木
原

等
へ
大

萱
村
よ
り
畑
・
林

を
仕

出
し
争
論
と

な
り
江
戸
表

へ
出
訴

・
伊

那
地
方
煌
害
多
し

・
中
野

原
三
本
木
原

等
争
論
裁
許
、
寄
合
新
田
生
ま
る

・
久
保
（
窪
）

村
か
ら
塩
ノ
井
村

分
村

す
る

・
塩
ノ
井
御
尺
地
社

貴
船
社

合
殿

・
各
村
一
斉
に
新
田

検
地
行
な
わ
る

・
天

竜
川
洪
水
、
北
殿
村
天

竜
川

本
瀬
切

り
込
む

・
寒
念
仏
供
養
の
道
標
建
つ
（

塩
ノ
井
）

・
御
射
山
入
会
山
利
用

取
替
わ
し
証
文
・
北
沢
山
止
野

定
書
で
き
る

・
こ
の
年
洪
水
に
て
北
殿
村
田

方
二
〇
〇

石
流
失

・
神
子
柴
・
田
畑
と
上
牧

・
野
底
両

村
大

境
争
論
江
戸

奉
行
所
へ
出
訴
（
宝

暦

一
　
一

年
裁

許
）

八
　
・
太
田
知
行
所
上
知
さ
れ
、
久
保
・
北
殿
と
南
殿
の
一
部
幕
府
領

に
な
り
飯

島
陣
屋

支
配

と

な

る

・
入
会
山
野
の
山
手
・
野
手
（
年
貢
）
の
納
入
始
ま
る

関

係

事

・
徳
川

吉
宗
征
夷

大
将
軍

と
な
る
（

一
七
一
六
）

こ
手
保
の
改
革
始
ま
る
（
一
七
一
六
～
）

・
野
口
在
色
遠
州
草
崎
に
没

す
、
七
七
歳
（
一
七
一
九
）

・
幕
府
新
田
検
地
条
目
制
定
（
一
七
二
六
）

こ
旱
保
の
大
飢
饉
始
ま
る

・
大
風
の
た
め
木
下

陣
屋
倒
壊
陣
屋
廃
絶
（
一
七
三
六
）

・
大
井
川
千
曲
川

等
の
大
河
川

の
普
請
（

こ

項

・
関
盛
胤
木
下

に
お
い
て
「
伊
那
温
知
集
」
を
著
わ
す
（
一
七
四
〇
）

・
農
民
の
逃
散
・
強
訴
禁
止
（
一
七
四
一
）

信
濃
・
越
後
大
地
震
（
一
七
四
八
）

・
幕
府
備
荒
貯
蓄
を
命
ず
（
一
七
五
三
）

加 認



表年

一戸

-

一

一

一

一

一
八

一

一

一

一

一
四五

に
ノ ゝ九

一

一-

一

一

一

一

一

・
中
馬
慣
行
が
認
め
ら
れ
た
裁
許
が
で

る

ｔ
大
泉
所
入
会
山
原
利
用
申
し
定
め
決
ま

る

・
天
竜
川
五
月
大
満
水
、
八
月
再
満
水

・
天

竜
川
満
水
北
殿
村
川
瀬
変
り
防
留
等
流
失

・
塩
ノ
井
西
光
寺
再

建
と
伝
う

・
竜
麟
閣

に
役
の
行
者
勧

請

・
沢
尻
日
光
社

・
月
光
社

建
立

・
旅
寝
塚
建
つ
（

塩
ノ
井
）

―
北
殿
村

と
福
与
村

と
の
間

に
天
竜
川

通
り
大
境
争

論
起
こ

る

・
各
村
一
斉
新
田
・
見
取
場
検
地
、
高
に
入

れ
ら

る

・
中
馬
関
係
出
入
裁
許
下

る

高
同
木
鶴
翁
（
俳
人
）
生

ま
る

・
こ
の
年
及
び
翌
四
年
大
凶

作

・
北
殿
村
大
火

・
天

竜
川
六
月
満
水
八
月
再

満
水

・
松
沢
三
暁
（
佐
忠
治
・
俳
人
）
田

畑
に
没
す

・
天

竜
川
六
月
満
水
川
欠
け
多
し

・
久
保
・
北
殿
と
南
殿
の
一
部
太
田

氏
の
私
領
と
な
る

ｔ
松

沢
里
朝
（
俳
人
）
田
畑

に
没

す

・
久
保
・
北

殿
と
南
殿

の
一

部
松
本
松
平

丹
波
守
預

り
所
と

な
る

・
尾
花
塚
建

つ
（
田
畑
）

・
高
木
布
精
（
俳

人
）
木

ノ
下

に
生
ま
る

・
久
保
・
北
殿

と
南
殿

の
一
部
上
知
幕

府
料
と
な
り
飯
島
陣
屋
付
き
と
な

る

・
北
殿
と
南
殿

の
一

部
・
大
泉
・
田
畑

・
神
子
柴
等
松
本
城
主
戸
田
丹
波
守
の
預
り
所
と
な

る

・
神
子
柴
櫓
田

よ
火

甕
・
古
銭
多
数
出

る

・
加
藤
花

六
（
俳
人
）
田
畑
に
没
す

・
松
沢
恂
叟
（
弥
兵
衛
）
没
す

・
神
子
柴
櫓
田
よ
り
古
銭
出

る

・
「
解
体
新
書
」
翻
訳
成

る
。
蘭
学
盛
ん
と
な
る
（
一
七
七
四
）

・
浅
間

山
大
噴
火
・
天
明

の
飢

饉
始

ま
る
（
一
七
八
三
）

・
寛
政

の
改
革
始

ま
る
（
一
七
八
七
）

・
寛
政
異
学

の
禁
（
一
七
九
〇
）

・
間
宮
林
蔵
樺
太
探
検
（
一
八
〇
八
）

・
滝
沢
馬
琴
「

南
総
里

見
八
犬
伝
」
刊
（

一
八

一
四
）

・
杉
田
玄
白
「
蘭

学
事
始
」
　
　
　

刊
（
　

″
　

）

祁 お



表年

戸　　　　　　　　　　　　　　　 代　　　　　　　　　　　　　　　 時
区時
分代

一 一　　
－　　 一 一 一　　 一 一 一 一 一 一　　 一 一　　 一 一　　 一 一 一 一

∧　 八　　　 八　　　 八　八　 八　　　 八　 八　∧　 八　 八　八　　　 八　 八　　　 八　 八　　　 八　 八　 八　 八
六 六　　 六　　 六 五 五　　 五 五 四 四 四 四　　 四 三　　 三 三　　 二 二 二 二
六 四　　 ニ　　 ー 九 八　　 六 〇 九 八 七 五　　 四 六　　 － ○　　 八 七 六 三

西
暦

年

代

慶　 元　　　　汐　　　　文　11　　1「　　　　安　1/　　　　嘉　 汐　弘　　　　り　　11　　　　11　天　　　　11　　11　　11　文
応　 治　　　　　　　 久　　　　　　　 政　　　　　 永　　　 化　　　　　　　　　　　 保　　　　　　　　　 政

一　　　　　　　 一 一
二　 一　　　 二　　　 一　 六　五　　　 三　 三　ニ　 ー　 四　二　　　 五　 七　　　 ニ　 ー　　　 一　 ○　 九　 六

年
号

凶　 水　 征　久　 伊　 箕　 南　七　 伊　天　 六　 北　 新　大　 大　　　 半　 四　西　 殿　 神　 北　 大　 御　 大　 神
作　 戸　 矢　 保　 藤　 輪　 殿　 月　東　 然　 ・　 殿　円　 泉　 泉　　　 沢　 ・ 念　村　 子　 殿　 泉　 射　 泉　 子

・　
浪　 吉　 ・　 翁　 の　 里　天　 伝　疸　 七　 村　 国　所　 所　　　 水　七　 寺　 ∧　 柴　 村　 神　 山　 所　 柴

天　 士　 兵　 北　。　 各　人　 竜　 兵　 流　 月　 及　 霊　 た　入　　　 論　 ・　 再　幡　 村　 と　社　 社　 山　 村

然　 八　 衛　 殿　 大　 村　 六　川　 衛　行　 天　 び　場　 る　会　　　 内　 八　興　 宮　 孫　 福　 本　 碑　 入　 孫
疸　 ○　 歌　 と　 次　 助　人　 ・　 西　　　 竜　三　 完　 一　 馬　　　 済　 月　　　 北　 市　 島　 殿　 建　 会　 市

流　
○　 碑　 南　 兵　 郷　一　 大　 天　　　 川　 日　成　 件　入　　　 規　三　　　 殿　 ｀　村　 を　 つ　 山　 ｀

行 人 建 殿 衛 で 首 泉 竜　 洪 町　　 示 れ　　 定 度　　 参 天 大 再　　 定 天

村 つ の ゛ 苦 寿 川 井　　 水 村　　 談 道　　 で 洪　　 道 竜 境 築　　 め 竜
内　 。　 一　 の　 し　 碑　 大　 に　　　 田　 天　　　 内　

⌒　　　
き　 水　　　 入　 川　 争　　　　　 を　 川

を 塩 部
筆 む 建 洪 着　 畑 竜　　 済 た　　 る 秋　　 口 通 論　　　 つ 通

通　 ノ　三　 塚　　　 つ　 水　手　　　 村　 井　　　　　 る　　　　　 作　　　 に　船　 起　　　　　 く　 船

る　
井　 度　 建　　　　　　　　　　　 普　 起　　　　　 ゛　　　　　 稀　　　 道　 を　こ　　　　　 る　 を

。　 ゛　 太　 つ　　　　　　　　　　　 請　 工　　　　　 の　　　　　 な　　　 標　 始　 る　　　　　　　 企
旧　　　 田　　　　　　　　　　　　　 所　　　　　　　 件　　　　　 大　　　 建　 め　　　　　　　　　 て

一　　　 氏　　　　　　　　　　　　　 大　　　　　　　 出　　　　　 凶　　　 つ　 る　　　　　　　　　 松
一　　　 私　　　　　　　　　　　　　 破　　　　　　　 入　　　　　 作　　　　　　　　　　　　　　　 本
月　　　 頷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 藩
二　　　 と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 江　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 預

二　　 な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
戸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 り

日　　　 る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 奉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 所
し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 へ

所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 願
出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 書
訴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 を

出
す

村

内

及

び

近

郷

の

で

き

事

蛤　　
坂　　 和　　 日　　　 ぺ　　　 善　　 天 蛮　　 天 諸 伊　　　　 外 伊

御　　 下　　 宮　　 米　　　 り　　　 光　　 保 社　　 保 国 勢　　　　 国 能

門　　 門　　 降　　 通　　　 ｜　　　 寺　　 の の　　 の 飢 お　　　　 船 忠
の　　 外　　 嫁　　 商　　　 浦　　　 大　　 改 獄　　 大 饉 か　　　　 無 敬

変　　 の　　 中　　 条　　　 賀　　　 地　　 革 。　 飢 続 げ　　　　 二 ｍ
変　　　 山　　　 約　　　　　 に　　　　　 震　　　 。　一　　　 饉　き　 参　　　　　　　 念　 大

⌒　　
道　　 締　　　 ｀　　　 。　　 老 八　　

⌒
農 り　　　　 打 日

第　　 一　　 下　　 結　　　 プ　　　 一　　 中 三　　 一 民 流　　　　 払 本
一　　　 八　　　 向　　　

⌒　　　　　
チ　　　　　 ハ　　　 水　九　　　 八　 一　 行　　　　　　　 い　 沿

次　　 六　　 。　 一　　　 ャ　　　 四　　 野 ゛　 三 揆 。　　　　 令 海
長　　 ニ　　 ー　　 ハ　　　 １　　　 七　　 忠　　　 二 が 一　　　　

⌒
輿

州　　 ゛　　 八　　 五　　　 チ　　　 し　　 邦　　　 Ｓ 全 八　　　　 一 地
征　　　　 六　　 ハ　　　 ン　　　　　　 ゛　　　 三 国 三　　　　 八 図
伐　　　　 －　　 ゛　　　 長　　　　　　 。　　　 七 的 ○　　　　 二 ゜

⌒　　　　　　　　　
し　　　　　　　　　　　崎　　　　　　　　　　　一　　　　　　し　 に　ご　　　　　　　　　五　 完

一　　　　　　　　　　　　　　　　　 に　　　　　　　　　 八　　　　　　　 起　　　　　　　　　 ゛　 成
八　　　　　　　　　　　　　　　　　 来　　　　　　　　　 四　　　　　　　 る　　　　　　　　　　　

⌒
六　　　　　　　　　　　　　　　　　 航　　　　　　　　　 一　　　　　　　 。　　　　　　　　　　　 一
四　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⌒　　　　　　　　　　　　
Ｓ　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　八

し　　　　　　　　　　　　　　　　 一　　　　　　　　 し　　　　　　 八　　　　　　　　　　 二
八　　　　　　　　　　　　　　　　 三　　　　　　　　　　 一
五　　　　　　　　　　　　　　　　 －　　　　　　　　　　 こ
三　　　　　　　　　　　　　　　　 し

関

係

事

頃

加 討



表年

八　　 七　　　　　　 六　　　　　　　　　　 五　　　　 四　　　　 三　　 二　　　　 一 四 三

・
大
泉
に
お
札
降
り
人
心
恟

々
、
抜
け
参
り
あ
り

・
箕
輪
義
勇
隊
鳥
羽
伏
見
の
戦

い
に
参
加
（
七
五
人
）

・
太
田
領
総
代
尾
州
取
締
所
に
太
田
領
離
脱
願
い
出
、
主
謀

者
投
獄
さ
る

・
神
葬
復
礼
多
く
出
る

・
南
箕
輪
地
域
の
村
々
伊
那
県
に
属
す
（
四
～
六
）

・
北
殿
に
伝
馬
所
を
お
く

・
大
泉
大
新
横
花

戸
成
る
。
以

後
村
内
に
横
井
戸
ふ
え
る

・
北
原
入
会
地
第
一
次
分
割
行
な
わ
る

・
征
矢

真
白
（

彦
右
衛
門
）
翁

彿
建
つ
（
塩
ノ
井
）

・
伊
那
県
と
高
遠
県
が
筑
摩
県
と
な
り
、
本
村
は
筑

摩
県

に
属

す
（
一

乙

・
北
殿
松
林

寺
を
仮
学
校
と
し
て
久
保
・
北
殿

・
大
泉
・
南
殿

各
村

に
よ
る
第
二
八
小
校

（
郷
学
校
）

開
校
（
九
）

・
地
租
改
正
事
業
始
ま
る
（
田
畑
一
筆

限
地
引
張

作
成
）

・
神
子
柴
に
致
知
学
校
創
立
（

一
〇
）

・
北
殿
大
泉
宿
廃
止

・
南
箕
輪
地
域
「
第
十
七
大
区

九
小
区
」

と
な
る
（

久
保

は
八
小
区
）

・
各
村
協
議
学
校
を
村
ご
と
に
設
立
。
南
殿
に
大
成
学
校
（

六
）

久
保
に
久
保
学
校
・
北
殿

か

鰍
皿

に
明

治
学
校
・
田

畑
に
養
蒙
学
校
、
神
子
柴

に
致
知

学
校

・
沢
尻

に
久
保
沢
尻
支

・
陸
運
会
社
・
中
牛
馬
会
社

合
併

・
南
箕
輪
郵
便
局
開
局

・
有
賀
又
七
郎
座
繰
製
糸
工
場
を
始
む
（
工
女

二
〇

人
）

殷

詐

言

ゴ

膳

村
・
南
殿
村
・
田
畑
村
・
神
子
柴
村
六
か
村
を
合
併
し
て
南
箕

ｔ
入
会
地
地
租
改
正
始
ま
る
（
入
会
地
原
由
書
差
し
出
ナ
）

・
大
泉
学
校
が
明
治
学
校
よ
り
独
立

・
内
国
通
運
会
社
設
立

・
大
政
奉
還
・
王
政
復
古
宣
言
（
一
八

六
七
）

・
鳥
羽
伏
見

の
戦
（
一
八
六
八
）

・
廃
仏
棄
釈
運
動
起
こ

る
（
一
八
六
八
）

・
伊
那
県
設
置
県
庁
を
旧
飯
島
陣
屋
に
置
く
（
一
八
六
八
）

・
版
籍
奉
還
。
藩
知
事
を
置
く
（
一
八
六
九
）

・
諸
道

の
関
所
廃
止
（
一
八
六
九
）

・
平
民
に
苗
字
使
用
を
許
す

二

八
七
〇

）

・
各
宿
駅
問
屋
年
寄
を
廃
し
伝
馬
所
を
お
く
（
一
八
七
〇
）

・
伊
那
県
の
う
ち
東
北
信
は
中
野
県
と
な
る
（

一
八
七
〇
）

・
田
畑
勝
手
作
り
の
許
可

（
一
八
七
一
）

・
土
地
永
代

売
買
の
禁
を
解
く
〔
一
八
七
二
・
二
〕

―
庄
屋
名
主
制
を
廃
し
戸

長
副

戸
長
制
と
す
る
（

一
八
七
二
・
四
）

ｆ
全
国
に
郵
便
制
度
を
し
く
（
一
八
七
一
丁

七
）

・
学
制
を
頒
布
学
区
制

を
定
め
る
（
一
八
七
二
・

八
）

・
助
郷
制
廃
止
「
相
対
人
馬
逓
法
」

の
制
と
す
る
（

一
八
七
二
）

・
太
陽
暦
を
採
用

こ
の
日

を
一
月
一
日

と
す
る

こ

八
七
二
・
一

二

こ
二
）

・
徴
兵
令
を
定
め
る
（
一
八
七
三
・
一
）

・
地
租
改
正
条
例
公
布
（

一
八
七
三
）

ｔ
伊
那
街
道
二
等
道
路
と
な
る
（
一
八
七
三
）

・
全
国
の
戸
籍

表
完

成
・
人
口
三
一
三

一
万

八
二
五
人
）
（
一
八
七
四
）

ふ
机
摩
県
に
開
産
社
設

立
さ
れ
開
業
（

一
八
七
五
・

三
）

摺 翁



年 表

時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代
区時
分代

一　　 一　　　 一　　 一一　　 －　　　　 －　　　　 一 一　　　　　　 一
八　 八　　 ∧　 八　 八　　　 ∧　　　 八 ∧　　　　　 八
八　　 八　　　 八　　 八　　 ∧　　　　 七　　　　 七 七　　　　　　 七
四　　 三　　　　 ニ　　 ー　　 ○　　　　　　 九　　　　　　 八　 七　　　　　　　　 六

西
暦 年

代

μ　　　　11　　　　　　　11　　　　11　　　　11　　　　　　　　　11　　　　　　　　　11　　々　　　　　　　　　　　　明
治

一　　 一　　　 一　　 一　　 一　　　　 一　　　　 一 一
七　　　 六　　　　　 五　　　 四　　　 五　　　　　　　 二　　　　　　　 一　 〇　　　　　　　　　 九

号
年

●　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　●　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●
、 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　●　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●

征　 天　 こ　 大　 洪　 北　 上　 征　 大　 奈　 村　 戸　 塩　 大　 田　 入　 北　 久　 沢　 有　 旧　 生　 村　 筑　 三　 北

矢　 竜　 の　 芝　 水　 原　 伊　 矢　 泉　 良　 議　 長　 ノ　 区　 畑　 会　 殿　 保　 尻　 賀　 村　 糸　 内　 摩　 州　 殿

貫　 川　 こ　 入　 ｀　 入　 那　 代　 所　 井　 会　 公　 井　 小　 ・　 地　 ・　 北　 学　 又　 誌　 上　 田　 県　 街　 消

通　 ・　 ろ　 会　 村　 会　 二　 五　 山　 川　 発　 選　 青　 区　 神　 民　 大　 割　 校　 七　 完　 五　 ・　 が　 道　 防

。　 大　 か　 地　 内　 地　 ○　 郎　 保　 引　 足　 と　 年　 制　 子　 有　 泉　 は　 は　 郎　 成　 ○　 畑　 廃　 ・　 組

五　 泉　 ら　 分　 各　 第　 番　 機　 護　 水　　　 な　 会　 廃　 柴　 地　 ・　 木　 廃　 機　　　 貫　 ・　 さ　 権　 。

郎　 川　 紫　 割　 堤　 二　 南　 械　 契　 願　　　 り　 発　 止　 の　 据　 久　 下　 校　 械　　　 横　 宅　 れ　 兵　 本

吉　 大　 雲　　　 防　 次　 箕　 製　 約　 を　　　 ｀　 足　
７　

学　 置　 保　 学　 ｀　 製　　　 浜　 地　 長　 衛　 村

゛ 洪 英　　 決 分 輪 糸 書 出　　 戸　 ゜ 上 校 決 南 校 西 糸　　 へ の 野 街 最

歌　 水　 栽　　　 壊　 割　 学　 工　 成　 す　　　 長　 こ　 伊　 が　 定　 割　 へ　 伊　 工　　　 輸　 地　 県　 道　 初

彿　　　 培　　　　　 を　 校　 場　 立　　　　　 役　 の　 那　 合　　　 ．　　 ｀　 那　 場　　　 出　 租　 に　 が　 ゛

塩　　　 広　　　　　 行　 ・　 を　　　　　　　 場　 こ　 郡　 併　 山　 南　 神　 部　 設　　　 。　 改　 属　 県　 誕

ノ　　　 ま　　　　　 な　 二　 始　　　　　　　 と　 ろ　 南　 し　 林　 殿　 子　 校　 立　　　 旧　 正　 す　 道　 生

井　　 る　　　 う 一 む　　　　 な よ 箕 で 原 合 柴 へ　　　 村 終 。 に 。

に　　　　　　 。 番　　　　　　 る　 り 輪 美 野 併 学 委　　　 誌 る 八 編 一

建　　　　　　 四 美　　　　　　　 耕 村 和 の し 校 託　　　 ゛　　 ・ 入 二

つ　　　　　　 ゛ 和　　　　　　　 地 ゜ 学 地 て は 。　　　　　　 二 さ し

学　　　　　　　　　　　 青　 と　 校　 租　 南　 山　 四　　　　　　　　　 一　 る

校　　　　　　　　　　　 年　 な　 を　 改　 箕　 園　 ゛　　　　　　　　　 ゛

の　　　　　　　 会 る 開 正 輪 学

二　　　　　　　 逐 。 く 終 学 校

学　　　　　　　　　　　 次　 一　 。　 わ　 校　 へ

区　　　　　　　　　　　 発　 し　 一　 る　 設　 合

と　　　　　　　　　　　 足　　　 ゛　 。　 立　 併

な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 九　 ⌒　 ⌒

る　　　　　　　　　　　　　　　　　 し　 七　 四

四

村

内

及

び

近

郷

の

で

き

事

地　　　 徴　県　 郡　 七　　　 大　　　 区　　　 郡　 伊　 学　　　　　　　 郡　 学　 西　　　　　　　 国
租　　　 兵　 会　 役　道　　　 日　　　 町　　　 制　那　 制　　　　　　　 区　 区　 南　　　　　　　 道

改　　 令 で 所 開　　 本　　 村　　 が 君5 を　　　　 町 制 の　　　　　 ・
正　　 改 分 か さ　　 農　　 会　　 し が 廃　　　　 村 改 役　　　　 県
条　　 正 県 伊 く　　 会　　 法　　 か 上 し　　　　 編 正 。　　　　 道
令　　 。 運 那 事　　 設　　 を　　 れ 伊 教　　　　 成

⌒ 一　　　　　
・

制　　 現 勁 村 業　　 立　　 定　　 郡 那 育　　　　 法 一 八　　　　 里
定　　 役 始 に 始　　 。　　 め　　 長 と 令　　　　 府 八 七　　　　 道

⌒　　　
三　 ま　 置　 ま　　　－　　　 る　　　 が　下　 を　　　　　　　 県　 七　 七　　　　　　　 の

一　　　
年　 る　 か　 る　　　 八　　　 。　　　 生　 伊　 定　　　　　　　 会　 七　 ゛　　　　　　　 制

八　　　 予　　　 る　
。　　　 八　　　 一　　　 ま　那　 め　　　　　　　 規　 ゛　　　　　　　　　 成

八　　　
備　　　 。　 一　　　 一　　　 八　　　 れ　 に　る　　　　　　　 則　　　　　　　　　　　 る

四　　　 役　　　 常　八　　　 ゛　　　 八　　　 る　分　 。　　　　　　　 を　　　　　　　　　　　
⌒

゛　　　
四　　　 円　 八　　　　　　　 〇　　　　　 か　一　　　　　　　 定　　　　　　　　　　　 一
年　　　 寺　 二　　　　　　　 ・　　　　　 れ　∧　　　　　　　 め　　　　　　　　　　　 八

゛　　　　仮　し　　　　　　　　　三　　　　　　る　七　　　　　　　　　る　　　　　　　　　　　　　　七

⌒　　　
役　　　　　　　　　　し　　　

⌒　⌒　
九　　　　　　　　

⌒　　　　　　　　　　　　 六
一　　 所　　　　　　　　　　　　11　11　 心　　　　　　　　　=　　　　　　　　　　　　　　口
八　　　し　　　　　　　　　　　　　 し　 し　　　　　　　　　 八

八　　　 ⌒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 七

三　　　1/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八
し　　 し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 し

関

係

事

項

却 涯



表年

治明

一

八

八

五

一

八

八

六

一
八

八

八

一

八

八

一

八

九
〇

一

八

九

一

一

八

九

二

】
八

九
三

一

八

九

一
八

九

明
治
一
八

″
　
一
九

″

一
二

″

二
二

″

二
三

″

二
四

″

二
五

″

二
六

″
　
二
七

″

二
八

二
戸
長
官

選
と
な
り
、
議
長

に
は
戸
長

が
当
た

る

・
天
竜
川
大
洪
水
水
ｍ

被
害
一
九
町
堤
防
決
壊
一
九

か
所
、
大
凶
作
（
六
・
三
〇
）

・
小
学
校
令
に
よ
り
尋
常
小
学
校
四
年
高
等
小
学
校
四
年
と
な
り
南
箕
輪
尋
常

小
学

校

設

置
、
田
畑
に
分
教
場
（
四
年
ま
で
）
を
置
く

・
郡

役
所
新
築
落
成

・
上
伊

那
連
合

運
動
会
中
野
原

で
行
な

わ
れ
る
（
運
動
会

の
初

め
）

・
媛
堂
矢
部
先

生
筆
塚
北
殿
に
建

つ

・
戸
長
副
戸
長
を
廃
し
村
長
を
置
く
（
四
）

・
南
箕
輪
の
戸
口
…
…
五
五
二

戸
二
七
二
八
人

・
伊
奈
誠
一
郎
（
高
木
甲
子
次
郎
）
没
す
（
五
・
一
五
）

・
南
箕
輪
伊
那
警
察
所
管
轄
と
な
る
（
五
）

・
殿
村
八
幡
宮
焼
失
（

一
〇
）
、
恩

徳
寺
完

成

・
飛
地

争
論
始

ま
る

・
征
矢
（
政
五
郎
）
先
生

の
彿
塩
ノ
井
に
建
つ

・
濃
尾
大
地
震
伊
那
地
方
に
も
被
害
多
し
（
一
〇
）

・
飛
地
争
論
控
訴
審
判
決
下

り
南
箕
輪
地
籍
確
定
（
一
）

・
田
畑
支
校
廃
止
、
南
箕
輪
尋
常
小

学
校
一
校

に
な
る

・
加
藤

敬
亮
天

竜
川

通
船

を
始

む
（

二
年

に
し
て
止
む
）

・
殿
村

八
幡
宮
入

り
に
横
井
を
掘

る

・
久
保
熊
野

神
社

神
明
宮
に
合
祀

・
大
芝
に
植
林
始

ま
る

・
小
学
校
校
舎
焼
失
（
一
一

こ
二
）

・
加
藤
忠
雄
（
海
軍
少
将
）
生
る
（
一
一
・

コ
（

）

・
南
箕
輪
公
図
完
成
（
お
よ
そ
二
万

筆
）

・
迪
斎
先
生
筆
塚
南
殿

に
建
つ

・
学
校
林
（

一
〇
町
歩
）
設
置
植
林
を
始

む
（
四
）

・
太
政
官
廃
止
、
内

閣
制

度
実

施
（

一
八
八
五
）

・
小

学
校
令
中
学
校
令
公
布
（
一
八
八

六
）

・
郡
内
に
コ

レ
ラ
大
流
行
　

（
　

″
　

）

・
伊
那
街
道
が

二
等
県
道
三
州
街
道
と
な

る
（

″
）

・
天
然
痘
大
流
行
（
一
八
八
七
）

よ
巾
町
村
制
公
布
（
一
八
八
八
）
翌
年
四
月
施
行

・
大
日
本
帝
国
憲
法
制
定
（
一
八
八
九
）

・
第
一
回
帝
国
議
会
（
一
八
九
〇
）

・
教
育
に
関
す
る
勅
語
発
布
（

一
八
九
〇

∴

○
）

ｆ
長
野
県
郡
制

施
行
（
一

八
九
一
）

・
清
国
に
宣
戦
を
布
告
（
日

清
戦
争
）
　
二

八
九
四
・

八
）

・
消
防

規
則
公
布
（

一
八
九
四
）

１
日
清
戦
争
講
和
条
約
調
印
（
一
八
九
五
・
四
）

加 釘



年 表

時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代
区時
分代

一　　　 一　　　 一　　　 一　　　　　 一　　　 一　 一　　　 一　　　　　　　　　　一　 一
九　　　 九　　　 九　　　 九　　　　　 九　　　 九　八　　　 八　　　　　　　　　　八　 八
〇　　　 〇　　　 〇　　　 〇　　　　　 〇　　　 〇　 九　　　 九　　　　　　　　　　九　 九
五　　　 四　　　 三　　　 ニ　　　　　　ー　　　 ○ 九　　 八　　　　　　 七 六

西
暦

年

代
//　　　　1/　　　　//　　　　//　　　　　　　//　　　　1/　　μ　　　　//　　　　　　　　　　　　μ　明

治
三　　 三　　 三　　 三　　　 三　　 三 三　　 三　　　　　　 三 二
八　　 七　　 六　　 五　　　 四　　 三 二　　 一　　　　　　 〇 九

年
号

有 清 南　　 大 長 中 役 南 小 桐 南 こ 小 県 天 尋　　 こ 天 凛 県　　　　 南

限 水 箕　　 芝 田 野 場 箕 学 亭 箕 の 学 設 竜 常　　 の 竜 霜 下　　　　 箕
責　 重　 輪　　　 原　 製　 原　 庁　輪　 校　良　 輪　 こ　 校　 ㈱　川　 補　　　 年　 川　 害　 に　　　　　　　 輪
任 堅 巡　　 中 糸 の 舎 小 校 亮 尋 ろ 校 苗 満 習　　 か 三 被 赤　　　　 消
大 翁 査　　 野 開 分 建 学 舎 。 常 村 舎 圃 水 科　　 ら 峯 害 痢　　　　 防
泉 頌 駐　　 原 業 割 造 校 建 木 高 農 建 前　 ｀ 設　　 入 川 多 流　　　　 組
購　徳　 在　　　 三　 。　 を　 。　 に　築　 下　 等　 会　 築　宮　 麦　 置　　　 会　 大　 し　 行　　　　　　　 組
買 彿 所　　 本 百 完 分 実 落 周 小 成 工 原 作 。　　 山 洪　　 ｀　　　　 織

組 建 設　　 木 釜 丁 教 業 成 策 学 立 事 に 不 四　　 野 水　　 村　　　　 さ
合 つ 置　　 原 ゛　 ｀ 場 補 式 ゛ 校　　 着 設 作 ゛　　 の　　　 内　　　　 る
設 。 さ　　 等　　 入 改 習 。 筆 。　　 手 置　　　　 整　　　 患　　　　 。
立 大 る　　 大　　 会 造 学 一 塚 修　　 。　　　　　　 理　　　 者　　　　 各
。　泉　 。　　　 規　　　 権　 ゛　 校　二　 久　 業　　　 工　　　　　　　　　 始　　　　　 三　　　　　　　 耕
本　し　 五　　　 模　　　 解　　　 付 ・　 保　年　　　 費　　　　　　　　　 ま　　　　　 二　　　　　　　 地
村　　　 ゛　　　 植　　　 消　　　 設　 －　 に　限　　　 一　　　　　　　　　 る　　　　　 名　　　　　　　 消
内　　　　　　 林　　　　　　　　 ゛ 建　 四　　　 万　　　　　　　　　　　　　　 内　　　　　　　 防

産　　　　 を　　　　　　　 つ 年　　 三　　　　　　　　　　 五　　　　 組
業　　　　　　 企　　　　　　　　　　　　 の　　 四　　　　　　　　　　　　　 名　　　　　　 を
組　　　　　　　 画　　　　　　　　　　　　　 高　　　 四　　　　　　　　　　　　　　　 死　　　　　　　 統
合　　　　　　　　三　　　　　　　　　　　　　　　等　　　 円　　　　　　　　　　　　　　　　　亡　　　　　　　　合

の　　　　　　　　八　　　　　　　　　　　　　　　科　　　 し　　　　　　　　　　　　　　　　　⌒　　　　　　　　し
先　　　　　　　 年　　　　　　　　　　　　　 併　　　 こ　　　　　　　　　　　　　　　 二　　　　　　　 ⌒

駆　　　　　　　 に　　　　　　　　　　　　　 置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ゛　　　　　　　
巴

－　　　　 ヵ、　　　　　　　 －　 口

け　　　　　　　　　　　　　 と
て　　　　　　　　　　　　　 な

植　　　　　　　　　　　　　 る
林　　　　　　　　　　　　　 。

四

村

内

及

び

近

郷

の

で

き

事

日 郵 口 肺　　 小　　　　　　　 治 産 中 隈 県　　 県 森 伝 貨 河 遼 町 郡
露 便 シ 結　　 学　　　　　　　 安 業 学 板 下　　 立 林 染 幣 川 東 村 立
講 貯 ア 核　　 校　　　　　　　 警 組 校 内 大　　 農 法 病 法 法 半 清 上
和 金 に 予　　 令　　　　　　　 察 合 令 閣 霜　　 事 公 予 公 公 島 潔 伊
条 法 宣 防　　 改　　　　　　　 法 法 実 。 害　　 試 布 防 布 布 還 法 那
約 公 戦 法　　 正　　　　　　　 公 ・ 業 最 。　　 験 。 法 。 。 付 施 簡
調 岑 岑 公　　 ｀　　　　　　　 布 重 学 初 一　　 揚 一 公 一 一 。 行 易
印 。 告 布　　 国　　　　　　　 。 要 校 の 八　　 設 八 布 八 八 一 。 農
。 一 。 。　　 定　　　　　　　 一 物 令 政 九　　 立 九 。 九 九 八 一 学
一 九　　 一　　 教　　　　　　　 九 産 ・ 党 八　　 。 七 一 七 六 九 八 校
九　 〇　//　 九　　　 科　　　　　　　　　　　 ○　 組　高　 内　 ゛　　　 一　 ・　 八　 ・　・　 五　 九　 開
○ 五　　 〇　　 書　　　　　　　 ○ 合 等 閣　　　 八 四 九 三 四 ・ 五 校

五 し 四　　 制　　　　　　　 ・ 法 女 ゛　　　 九 し 七 ゛ ゛ 一 ・ ⌒
・　　 Ｉ　・　　 度　　　　　　　 三 土 学 成　　　 七　　 ・　　　 一 五 一
八　　 日 二　　 確　　　　　　　 ゛ 地 校 立　　　 ゛　　 四　　　 し 八
゛　　　 露　 ゛　　　 立　　　　　　　　　　　　　 収　令　 。　　　　　　　　　 ゛　　　　　　　　　 九

戦　　　　　
⌒　　　　　　　　　　　　　

用　 公　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 五

争　　　 一　　　　　　　　 法 布 μ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●

と5　　　　　　　　 翁 ⌒ －　　　　　　　　　　　　 呑

三　　　　　　　　　　　　　 ⌒　|/w　　　　　　　　　　　　　　　　＿

九　ご
Ｏ
Ｏ

関

係

事

項

珀 銘



表年

大　　　　正　　　　時　　　　代　　　　　　　　　　　　　　　　　　明　　　　　　　　　　治

一

九
〇

六

一
九

〇

七

一
九

〇

八

一

九
〇

九

一

九

一

一

一
九

二

一

一
九

一

三

一

九

一

四

一
九

一

一

一

一

り
　
四
〇

″
　
四
一

″

四
二

り
　

四

四

り
　
四

入
正

々

一一

//

一
一
一

//

四

一

九

一

六－
1/

一

九

一

七

一
九

一
八

一
九

一

//

ノ ゝ

1/

七

//

八

・
共
同
揚
返
し
工
場
「
天
佑
社
」
久
保
に
設
立

こ
一
本
木
原
・
牛

馬
飼
場
、
上

ゲ
溝
原
分
割
完
了
（
四
）

・
西
天

竜
開
さ
く
期

成
同

盟
会
設

立
さ
る
（

一

回

・
こ
の
年
洪
水
大
凶
作

・
多

く
の
神
社

の
合

併
が
行
な

わ
れ
る

・
塚
林
（
上
井
と
中
井
）
水
論
始

ま
る

・
南

箕
輪
小
学
校
尋
常
科

六
年
高
等
科
二
年

と
な

る
（
四
）

―
小
学
校
中
校
舎
増
築
、
費
用
一
三
〇
〇
円

・
学
校
林
増
設
（
大
芝
原
一
〇
〇

町
歩
）

・
大
芝
原
三
三
町

歩
植
林
以

後
連
年
植
林

・
天

竜
川
大
浜
水
（

六
・
八
）

・
伊

那
電
気
鉄
道
　
木
下
－

御

園
間

開
通

・
南

箕
輪
青
年

会
創
始
（

コ

ー）

二

」
の
こ
ろ
足
踏
回
転
脱
穀
機

が
伝

わ
り
始

め
る

・
区
制

施
行
（

八
区
）
区
長

は
村
会
で
選
挙

・
大
芝
原
・
北
原
・
三
本
木
原
村
有
統
一
化
決
定
調
印
（
三
）

・
上
伊

那
郡
設
苗
圃
本
村
に
設
置

・
小
学
校
校
庭
拡
張
、
工
費
二
六
五
円

ｔ
南
殿
に
横
荘
記
念
碑
建
つ

・
大
泉
所
山
分
割
行
な
わ
れ

る
（
公
簿
上
は
昭
和
三
年
分
割
）

・
倉
田
（
三
郎
）
翁

頌
徳
碑
北
殿
に
建
つ

・
米
人
ス
ミ
ス
県
下

で
公

開
飛
行

・
塚
林
水

論
大

審
院
で
大

泉
勝
訴

と
な
る

Ｉ
植
林

地
保
護

規
定
制

定
（

三
）

・
西
天
竜
耕
地

整
理

組
合

結
成
（

コ

ー）

・
鉄
道
国
有
法
公
布
（

一
九
〇

六

こ
二
）

・
医
師
・
歯
科
医
師
法
公
布
（

″
・
五
）

・
小
学
校
令
改
正
・
義
務
教
育
六
年
制
と
な

る
（
一
九
〇
七
・
三
）

ｔ
松
本
に
歩
兵
五
〇

連
隊
豊
橋
に
六
〇

連
隊
設
置
（
一
九
〇
七
）

・
新
聞
紙
法
公
布
（
一
九
〇

九
・
四
）

・
生
糸
輸
出
量
が
世
界
一
位

と
な
る

・
韓
国

併
合

の
日
韓
条

約
調
印
（

″
・
八
）

・
市
町
村
制
改
正
法
公
布
（
一
九
一
｛

・
四
｝

・
町

立
伊
那
実
科
高
等
女
学
校
創

立
（
一
九
一

乙

・
新
戸
籍
法
公
布
（
一
九
一
四
・
二
）

Ｉ
ド
イ
ツ
に
宣
戦
布
告
（
第
一
次
世
界

大
戦
）
（
一
九
一
四
）

ｔ
簡
易

生
命
保

険
法
公

布
（

一
九

二
（

）

・
伊
那
高
遠
間
に
バ

ス
運
行
（
一
九
一
七
）

・
米
・
綿
糸
価
暴
騰
　
　
　

（
　

″
　

）

―
外
国
米
管
理
令
公
布
（
一
九
一
八

こ

二
）

・
米
価
大
暴
騰
米
騒
動
各
地
に
起
こ

る
（

″
・
七
～
九
）

・
対
独
講
和
条
約
調
印
・
国
際
連
盟
加
盟
【
一
九

】
九
・
六
）

即 お



年 表

代 大　　　　　　　　 正　　　　　　　　 時　　　　　　　　 代 願
一　　　　　 一　　　　　 一　　 一　　　 一　　 一　　　　　 一　　　 一
九　　　　　 九　　　　　 九　　 九　　　　 九　　 九　　　　　 九　　　　 九
二　　　　　　　　二　　　　　　　　二　　　 二　　　　　 二　　　 二　　　　　　　　二　　　　　 二
七　　　　　　 六　　　　　　 五　　 四　　　　 三　　 二　　　　　　 一　　　　 〇

西
暦

年

代
々　　　　　　 昭り　　　　　　　　　り　　　　り　　　　　　　11　　　　11　　　　　　　　　11　　　　　大

和　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 正
一　　　　　 一　　 一　　　　 一　　 一　　　　　　 一

ニ　　　　　　 ー五　　　　　　 四　　　 三　　　　　 ニ　　　 ー　　　　　　　 ○　　　　　 九

年
号

西　 県　 卜　 高　 南　 南　　　　　 神　有　 久　 こ　　　 関　 小　 西　 村　高　 こ　 堀　 南　　　　　 大　　　 こ
天 下 ラ 木 箕 箕　　　 子 限 保 の　　 末 学 天 設 木 の 久 箕　　　 泉　　 の
竜 一 ホ 館 輪 輪　　　 柴 責 村 こ　　 大 校 竜 林 館 こ 雄 輪　　　 所　　 こ
南　 円　 １　 が　青　 女　　　　　 簡　 任　久　 ろ　　　 震　 新　 幹　苗　 製　 ろ　 ｀　産　　　　　 山　　　 ろ
箕　 大　 ム　高　 年　 子　　　　　 易　 南　保　 か　　　 災　 校　 線　 圃　糸　 よ　久　 業　　　　　 分　　　 馬
輪　 霜　高　 木　 訓　 青　　　　　 水　 箕　寺　 ら　　　 に　 舎　 水　設　 開　 り　 保　 組　　　　　 割　　　 耕
地　 害　率　 館　 練　 年　　　　　 道　 輪　 岡　 ゴ　　　 義　 及　 路　 置　業　 各　 に　 合　　　　　 後　　　 代
区　 ｀　町　 下　 所　 会　　　　　 完　ｲ言　谷　 ム　　　 拘　 び　 工　　　 。　 区　 わ　設　　　　　 実　　　 か
開 南 村 平 開 発　　　 成 用 村 底　　 品 体 事　　 神 に さ 立　　　 質　　 吉
田 箕 に 製 所 足　　　　 購 花 足　　 を 操 開　　 子 処 び さ　　　 的　　 車

開　 輪　指　 糸　
⌒　 ⌒　　　　　　　

買　 岡　袋　　　 送　 場　 始　　　 柴　 女　 栽　 る　　　　　 に　　　 普
始 桑 定 所 七 一　　　　 組 へ 普　　 る 建　　　 ゛ 会 培 。　　　 村　　 及

園 さ に ゛ ゛　　　　 合 移 及　　 。 築　　　 ⌒ 生 を 一　　　 有
二　 る　発　　　　　　　　　　　 と　 譲　 ｀　　　本　　　　　　　 五　 ま　 始　 ○　　　　　 統
○　　　 展　　　　　　　　　　　 な　　　 桑　　　 村　　　　　　　

○　
る　 め　 ゛　　　　　 一

〇　　　 的　　　　　　　　　　　 る　　　 園　　　 へ　　　　　　　
苦　

⌒　 る　　　　　　　
化

町　　　 解　　　　　　　　　　　　　　　 に　　　 避　　　　　　　　　 一　　　　　　　　　 な
歩　　　 散　　　　　　　　　　　　　　　 対　　　 難　　　　　　　　　 ○　　　　　　　　　 る
被　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 す　　　 者　　　　　　　　　 ｓ

害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 る　　　 五　　　　　　　　　 一
金　　 九　　　　　　　 三
肥　　 人　　　　　　　　 年
使　　 ゛　　　　　　　　 し
用
急

増

村

内

及

び

近

郷

の

で

き

事

山　金　　　　　 自　 青　 第　 ラ　 中　治　 小　 メ　 関　 全　 郡　 伊　 農　　　　　 郡　 米　 第　 戦　全　 中　伊
東 融　　　 作 年 ニ ジ 学 安 作 ｜　 東 国 制 那 会　　　 制 穀 一 後 国 学 那
出　恐　　　　　 農　 訓　 回　 オ　 ・　維　 調　 卜　 大　 購　 廃　高　 法　　　　　 廃　 法　 回　 の　 普　校　 街
兵　 慌　　　　　 創　 練　 国　 放　 師　持　 停　 ル　 震　 買　 止　 等　公　　　　　 止　 。　 国　 不　 選　令　 道
。 始　　　　　 設　 所　 勢　 送　 範　法　 法　 法　 災　 組　 。 女　 布　　　　　 法　 需　 勢　 況　 期　改　 県
一　 ま　　　　　 維　 法　 調　 開　 学　公　 公　 使　 。　 合　 一　 学　。　　　　　 公　 給　 調　 始　成　 正　 道
九　 り　　　　　 持　 公　 査　 始　 校　布　 布　 用　//　 連　 九　 校　一　　　　　 布　 調　 査　 ま　 連　・　 長
二　 。　　　　　 補　 布　 人　 。　 に　。　

⌒　
始　 ・　 合　 二　県　 九　　　　　 ⌒　 節　　　 る　 合　県　 野

七　 三　　　　　 助　 。　 口　1/　 軍　一　　　 ま　 九　 会　 三　 立　二　　　　　 μ　゛　　　 糸　 会　立　 飯
゛　 月　　　　　 規　 一　 八　　　 事　九　//　 る　 ・　 設　 ・　 移　二　　　　　 ・　 公　　　 価　 結　伊　 田

゛　　　　　 則　 九　三　 ・　 教　二　　　 。　 一　 立　 四　 管　 ・　　　　　 三　 布　　　 暴　成　 那　 線
三　　　 公 二 四 七 練 五 し 一 ゛

⌒
゛ と 四　　　 ゛ 。　　 落 ⌒ 中 と

週　　　 布 六 五 ゛ 開 ・　　 九　　　　 な ゛　　　 大 一　　 。 一 学 改
間　　　　　

⌒　
・　 万　　　 始　 四　　　 二　　　//　　　　る　　　　　　　 正　 九　　　 一　 九　 校　 名

の　　　･/ 六 六　　
⌒

し　　 四　　　　 。　　　　 一 二　　 九 二 創 。

モ　　　　 し 九　　||･　　　　　　　●　　　　口　　 一　　　　 二 一　　 二 〇 立 一
ラ　　　 ・　　 二　　　　　 七　　　　 九　　　　 年 し　　 ○ ・ 認 九
卜　　　 六　　 九　　 ．　　　 し　　　　 二　　　　 よ　　　 し 一 可 一

リ　　　 し　　 人　　 四　　　　　　　　 二　　　　 り　　　　　 し ⌒ 九
ア　　　　　　　　　　　　 ゛　　　　　　　　　　　　 ゛　　　　　　 施　　　　　　　　　　 ゛

ム　　　　　　　　　 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行　　　　　　　　　1/
実　　　　　　　　 地
施　　　　　　　 五　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こ

⌒　　　　　　　　
九

一　　　　　　　　 七
九　　　　　　　　 三
二　　　　　　　　 万

七　　　　　　　　 六
・　　　　　　　　　　　八

四　　　　　　　　　　二
し　　　　　　　　　　 二

人

関

係

事

項

加 如



表年

時和昭

一

九

二

八

一
九

二

九

一
九

三

一
九

三

一

一
九

三
二

一
九

三

三

一

九

三

四

一

九

三
五

昭
和
　

三

μ
//

七

////

//

-
○

・
大
泉
所
山
官
行
造
林
契
約
を
結

ぶ

・
小
学
校
雨
天
体
操
場
建
築
落
成
（
一

乙

・
西
天
竜
幹
線
水
路
工
事
完
成
（
一
〇
）

・
こ
の
年
桑
園
面
積
二
九
〇
町

二
反

で
最
大
、
以

後
急
速
に
減
少

・
区
長
は
村
長
の
推
薦
で
村
会
で
決
定

・
大
豆

粕
・
硫

安
の
使
用

盛
ん
に
な
る

ｔ
村

立
図

書
館

設
立

・
一
町

七
か
村

で
伝
染
病
院
組
合

設
立

・
空
前

の
農
村
恐
慌

に
み

ま
わ
れ
る

・
産
業
組
合
青
年
連
盟
創
立

―
久
保
水
道
完
成

・
不
況
克
服
の
た
め
各
種
融
資
・
救
農
土
木
事
業
を
行
な
う

・
養
蚕
に
代
わ

る
換
金
作
物
の
栽
培
始
ま

る

―
農
村
経
済
更

生
計
画

樹
立

・
北
沢
山
・
南
沢
山
分
割
覚
書
調
印
入
会
権
解
消
　

北
沢
山
実
質
的
村

有
統
一
化

な
る

・
南
箕
輪
果
樹
組
合
結
成

・
役
場
庁
舎
完

成
（

五
）

・
西
天
地
域
開
田
以
来

の
豊
作

六
〇
〇
町
歩

の
美
田
実

る

・
大
泉
所
山
林
道
開
設

・
こ

の
年
春
繭
暴
落
、
不
況
救
済
耕
地
改
良
事
業
実
施

・
西
天
久
保
地
区
に
「
利
渾
千
秋
」
の
碑
建
つ
（
七
）

・
室
戸
台
風
、
家
屋
全
壊
二
戸
、
半
壊
一
〇

〇
戸
、
霊
松
一
本
松
倒
る
（
九

こ

二

）

・
村
有
林
施
業
計
画
策
定

・
南
箕
輪
青
年
学
校
創
立
開
校
（
九
・
一
）

・
上
農
寮
用
地
寄
贈

・
村
営
製
炭
事
業
始
ま
る

・
伊
那
電
天
竜
峡
ま
で
開
通
三
信
鉄
道
と
つ
な
が
る
（
　

″
　

）

・
最
初
の
衆
議
員
普
通
選
挙
（
一
九
二
八
・
一
）

・
全
国
農
民
組

合
の
結
成
（
　

″
　

・

五
）

・
土
地
賃
貸
価

格
制

と
な
る
（

一
九
二

八
）

・
日
本
共

産
党
員
大
検
挙
（
一
九
二
九
・
四
）

・
就
職
難
深
刻
化
（
一
九
二
九
）

・
世
界
経
済
恐
慌
始

ま
る
（
　

″
　

・
一
〇

）

・

リ
ン
ト
ン
海
軍
軍
縮
条
約
調
印
（
一
九
三
〇

・
四
）

・
米
価
・
糸
価
暴
落

・
日
本
農
民
組
合
結
成
（
一
九
三
一
・
一
）

・
合
成
ア
ン
モ
ニ
ア
の
工
業

生
産
始
ま
る
（
　

″
　

・
四
）

・
長
野
放

送
局
（
Ｊ
Ｏ
Ｎ
Ｋ
）
放

送
開
始
（
一
九

三
一
）

・
満
州
事
変
起
こ

る
（
　

″
　

・
九
）

・
上
海
事
変
起
こ

る
（
一
九
三
三
）

・
満
州
建
国
宣
言
（
三
）
　

七
月
独
立
（
　

″
　

）

・
第
一
次
満
州
武
装
移
民
行
な
わ
る
（
　

″
　

）

・
日
本
国
際
連
盟
脱
退
（
一
九
三
三

こ

二
）

・
米
穀
統
制
法
公
布
（
　

″
　

・
三
）

・
社

会
大

衆
党
飯
米
要
求
闘

争
展
開
（
一
九
三
四
）

・
室
戸
台
風

（
　

″
　

・
九
）

ふ
月
年
学
校
令
公
布
（
一
九
三
五
・
四
）

・
綿
布
輸
出
史
上
最
高

と
な

る
（
一
九
三
五
）

祁 む



年　　 表

時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代
区時
分代

－　　　　 一　　　 一　　　　 一　　　　　 一　 一　　　 一　　　 －
九　　　　 九　　　 九　　　　 九　　　　　 か　 む　　　 か　　　 与

四　　　　　　　 四　　　　　 四　　　　　　　 四　　　　　　　　　 二　　　 二　　　　　 二　　　　　 子
三　　　　　　　 二　　　　　 一　　　　　　　 〇　　　　　　　　　 九　　　 八　　　　　 七　　　　　 六

西
暦

年

代
け　　　　　　　　U　　　　　　IF　　　　　　　　　II　　　　　　　　　　　　りlf　　　　　　li　　　　　 昭

和

一　　　　　 一　　　 一　　　　　 一　　　　　　　 一　　 一　　　 一　　　 一
八　　　　　　　 七　　　　　 六　　　　　　　 五　　　　　　　　　 四　　　 三　　　　　 二　　　　　　一

年
号

●　　 ●　　 ●　　４　　 ●　　 ●　　 ●　 ．．●　　 ●　　　　　　　 ●　　４　　 丿　　 ●　　 ●　　●　　 僣　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　●　　 ●　　 ●　　 ●
こ 農 上 上 金 満 翼 伊 小　　　 郡 紀 南 上 こ 南 木 第 国 郡 国 満 南 村 飯

の 工 伊 伊 属 州 賛 那 学　　　 長 元 箕 農 の 箕 村 一 防 制 民 州 殿 診 田

こ 隊 那 那 類 開 壮 バ 校　　　 が 二 輪 大 こ 輪 一 次 婦 廃 精 開 に 療 営

ろ 食 地 中 の 拓 年 ス が　　　 な 六 村 陸 ろ 消 貫 満 人 止 神 拓 霊 所 林

召 糧 方 央 強
７

団 伊 国　　　 く ○ 銃 科 稲 防 の 蒙 会　　 総 移 松 開 署

集　 増　 事　 伝　 制　 富　 。　 那　 民　　　　　 な　 ○　 後　 設　 の　 団　 句　 開　 南　　　 動　 民　 一　 所　 苗

徴　 産　 務　 染　 供　 貴　 二　 辰　 学　　　　　 り　 年　 奉　 置　 筋　 を　 彿　 拓　 箕　　　 員　 始　 本　 。　 圃

用　 の　 所　 病　 出　 原　 六　 野　 校　　　　　 ｍ　 記　 公　 の　 付　 警　 久　 青　 輪　　　 実　 ま　 松　 八　 大

の　 た　 と　 院　 行　 郷　 Ｓ　 間　 と　　　　　 上　 念　 会　 た　 け　 防　 保　 少　 分　　　 行　 る　 碑　 ゛　 芝

だ　 め　 な　 組　 な　 ゜　 四　 運　 改　　　　　 伊　 事　 組　 め　 植　 団　 に　 年　 会　　　 委　 以　 建　　　 に

め　 北　 る　 合　 わ　 に　 五　 行　 称　　　　　 那　 業　 織　 三　 え　 に　 建　 義　 発　　　 員　 後　 っ　　　 移

農　 原　　　 へ　 れ　 米　 歳　 開　　　　　　　 連　 。　 さ　 米　 が　 改　 っ　 勇　 会　　　 会　 数　　　　　 転

業　 村　　　 加　 る　 村　 ゛　 始　　　　　　　 合　 拉　 る　 木　 始　 組　 。　 隊　 。　　　 設　 年　　　　　 開

労　 有　　　 入　　　 よ　 が　　　　　　　　　 事　 林　　　 原　 ま　 。 三　 送　 三　　　 置　 移　　　　　 設

力　 林　　　　　　　 り　 結　　　　　　　　　 務　 一　　　 一　 る　 四　 ゛　 出　 ゛　　　　　 民

不　 開　　　　　　　 も　 成　　　　　　　　　 所　 八　　　 〇　　　 ゛　　　 。　　　　　　　 が

足 墾　　　　 一 さ　　　　　　 “ 町　　 町　　　　 三　　　　 行

と　　　　　　 戸 れ　　　　　　 と 歩　　 歩　　　　 ゛　　　　 な

な　　　　　　　　　 入　 る　　　　　　　　　 な　 ゛　　　 寄　　　　　　　　　　　　　　　 わ

る　　　　　　　　　 植　　　　　　　　　　　 る　　　　　 贈　　　　　　　　　　　　　　　 れ

⌒　　　　　　　　　　　　 本

二　　　　　　　　　　　　 村

五　　　　　　　　　　　　 よ

年　　　　　　　　　　　　 り

返　　　　　　　　　　　　 も

還　　　　　　　　　　　　　　 多

９　　　　　　　　　　　　　　 数

移

民

す

村

内

及

び

近

郷

の

で

き

事

女　 中　　　 結　 食　 食　 太　 日　国　 国　 大　 日　義　 日　国　 ノ　米　 警　 農　 国　 日　日　 文　　　 米　 二
子　 学　　　 核　 料　 塩　 平　 ソ　 民　 民　政　 独　務　 米　 民　 モ　 穀　防　 地　 家　 独　 中　 化　　　 穀　 ・
学 校　　 予 管 の 洋 中 学 服 翼 伊 教 通 徴 ン 配 団 調 総 伊 戦 勲　　 自 二
徒　 令　　　 防　 理　 配　 戦　 立　 校　 制　賛　 三　 育　 商　 用　ﾉﾍ　 給　 創　整　 動　 防　 争　 章　　　 治　 六
動　 改　　　 Ｂ　 法　 給　 争　 条　 令　 定　 会　 国　 国　条　 令　 ン　 統　設　 法　 員　 共　 始　 制　　　 管　 事
員 正　　 Ｃ 公 制 に 約 公 。 発 同 庫 約 公 事 制 。 公 法 協 ま 定　　 理 件
決　 。　　　 Ｇ　布　 。　 突　 締　 布　 一　 会　盟　 負　 破　 布　 件　 法　一　 布　 公　 定　 る　 。　　　 法　 起
定 四　　 接 。 一 入 結 。 九 式 調 担 棄 。 起 公 九 。 布 調 。 一　　 ・　 こ

⌒
年　　 種 － ゛ ⌒ 。 一 四 ⌒ 印 法 の　　 こ 布 三　　 。 印 ろ 九　　 重 る

7X　

ｽﾞF　　 ヰｼ

‥ﾚ<

バ プ ブ パ フ ざ］ﾙ　　ｼ

● ゛　　 一 一 制 ●　 ● 三　　 ●　　 九 け 七yx　　　　　　 四 ・　 中　　　 制 六
七 ⌒　　 九 ｀`゙ 。 一 四 ゛　　 一 ・　 四 る し　 ・　　 ゛ 二 ・ 両　　　 法 ・
゛ ‾　　 四　　 二 二 ゛　　　 ○ 九 〇 。　 ・ 四　　　 ゛ 一 軍　　　 改 二

九　　 二　　 Ｊ` ｀`゙ 　　　　 ’゙ し ●　　　 五 Ｊ`　　　　 一 衝　　　 正 ｀`゙
回　　　 ゛　　　 実　 第　　　　　　　　　　　 三　　　　　 ゛　　　　　　　　　 ゛　 突　　　　　 公
ド　　　　 鼠 三　　　　　　　U　I/ ビ　　　 ㈲

二　　　　 。 次　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⌒　　　 。

し　　　　
一 世　　　　　　　　　 ●
九　 界　　　　　　　　　　　　　 七　　　　　　　　　　　　　　　1/
四 大　　　　　　　　　 と　　　　　　　　　　　　　　 ’　　　　　11

＝　ゝゝ SU　 戦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 丿
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表年

和昭

一

九

四
四

一

九
四

五

″

二
〇

一
九
四
六
万

一

九

四

七

一
九

四

八

一

九

四

九

一
一

一

″

二

二

″

⊇

″
　
二
四

・
南
箕
輪
産
業
組
合
解
散
（

二
一
）

・
南
箕
輪
森
林
組
合
設
立

・
長
田
憲
雄
ら
帝
国
鉱
産
会
社
を
興
し
大
泉
所
山
か
ら

マ
ン
ガ
ン
採
掘
を
始
む

・
南
箕
輪
農
業
会
設
立
（
一
）

・
金
属
供
出
で
火
の
見
や
ぐ
ら
木
製
と
な
り
、
桑
の
皮

は
ぎ
松
根
油
等
採
取
行
な
わ
る

ｔ
疎
開
者
一
七
〇

戸
、
五
一
〇

人
（

学
童
一

五
八
名
）

県

立
長
野
農
林

専
門

学
校

本
村
中
野
原

に
設

立
さ
る

こ
の
た
め
村

有
地
約
二
五
町

歩
提
供

・
農
耕

隊
が
食
糧

増
産
液
体
燃
料
確
保

の
た
め
入
村
北
原

等
開

墾

・
陸
軍
衛

生
材
料
廠

が
来
村
学
校
校
舎

に
て
作
業
を
始
か

・
第
一
回
村
協
議
会
開

か
る
（
九
・
一
九
）

・
農
地
改
革
始

ま
る

・
大
芝
原
へ
緊
急
開
拓
入
植

・
農
地
委
員
会
発
足
（
一

乙

・
村
立
南
箕
輪
小
学
校
、
村
立
南
箕
輪
中
学
校
発
足

・
南
原
開
拓
入
植
、
南
原
区
発
足

・
大
芝
区
発
足

・
南
箕
輪
農
業
会
解
散

・
南
箕
輪
消
防
団
（

自
治
体
消
防
団
）
条

令
制
定
（

七
）

・
南
箕
輪
小
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
発
足
（

六
・
二

六
）

・
箕
輪
五
か
村
組
合

立
中

箕
輪

高
等
学
校
認
可
（
三
・
三
一
）

・
南

箕
輪
農
業
協
同
組
合
設

立
（

三
・
　

）

・
中
学
校
校
舎

落
成
（

八
）

・
戦
後
の
婦
人
会
発
足

・
国
民
健
康
保
険
事
業
村
営

と
な
る

・
田
畑
諏
訪
社

神
明
社
合
祀
田
畑
神
社

と
な

る

・
ニ
ノ
宮
神
社
創
建
（
南
原
）

・
稚
蚕
共
同
飼
育
始

ま
る

・
伊

那
電

鉄
国

鉄
移
管

飯
田
線

と
な
る
（
一
九
四
三
）

ｔ
防
空
法
に
よ

る
疎
開
命
令
発
令
（
一
九
四
四
・
一
）

・
砂
糖

の
家
庭
配
給
停

止
（
　

″
　

・
八
）

・
西
天
竜
「
鍾
水
豊
物
」
の
碑
が
で
き
る
（
建
立
は
二
五
年
）
（
一
九
四
四
）

・
国
民
勤
労
動
員
令
公
布
（
一
九
四
五

こ

二
）

―
米
軍
広
島
と
長
崎
に
原

爆
投
下

（
　

″
　

・

八
）

・
太
平

洋
戦
争
終
結
（
　

″
　

・
八
）

―
占
領
軍
に
よ
る
各
種
民

主
化
政
策
が
行
な
わ
れ
る
（

一
九
四

五
）

・
天

皇
の
人
間
官
言

（
　

″
　

）

・
農

地
改
革
始

ま
る
（
一

九
四

六

こ

Ｉ
）

・

金
融
緊
急
措
置
令
（
一

九
四

六
）

・
教
育
基
本
法
、
学
校
教
育
法
公
布
（
六
三
制
）
（

一
九
四
七

こ

二
）

・
第
一
回
参
議
院
議
員
選
挙
（
　

″
　

・
四
）

・
日
本
国
憲
法
施
行
（
　

″
　

・
五
）

・
農
業
協
同
組
合
法
公
布
（
　

″
　

・
一

乙

・
改
正
民
法
公
布
（
　

″
　

∴

二
）

・
児
童
福
祉
法
公
布
（
一
九
四
八

∴

）

・
新
制
高
等
学
校
発
足
（
　

″
　

・
四
）

・
教
育
委
員
会
法
公
布
（
　

″
　

・
七
）

・
国
民
の
祝
日
制
定
（
　

″
　

・

七
）

Ｉ
ド
ッ
ジ
公

使
に
よ
る
財
政
改

革
（
均
衡

予
算
）
（
一
九
四
九
・
四
）

加引



年 表

時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代 願
－　　　　　　　　 －　　　　 一　　　　　　　　　 一　　　　　　　 一
九　　　　　　　　 九　　　　 九　　　　　　　　　 九　　　　　　　 九
五　　　　　　　　 五　　　　 五　　　　　　　　　 五　　　　　　　 五
四　　　　　　　　 三　　　　 二　　　　　　　　　 一　　　　　　　 〇

西
暦

年

代

11　　　　　　　　　　　　　11　　　　　　　11　　　　　　　　　　　　　　け　　　　　　　　　　昭
和

一　　　　　　　　 一　　　　 一　　　　　　　　 一　　　　　　　 一
一　　　　　　　 一　　　 一　　　　　　　　 一　　　　　　　 一
九　　　　　　　 八　　　　 七　　　　　　　　 六　　　　　　　 五

蓉

●　　丿　　 ●　　　 ●　　 争　　 ●　　 ●　　 ●　　●　　 ●　　●　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　●　　
●　　 ●

救　 小　 伝　 る こ　 神　 冷　 蔵　 村　 教　 養　 大　 本　 伊　 こ　 南　 田　　　 公　 梅　 大　 保　 吹　 農　 長　 村　 有

農　 中　 染　　 の　 子　 害　 鹿　 診　 育　 蚕　 芝　 村　 那　 の　 箕　 畑　　　 民　 雨　 芝　 温　 上　 地　 野　 民　 賀

土　 学　 病　　 こ　 柴　 ｀　 山　 療　 委　 回　 神　 北　 土　 こ　 輪　 簡　　　 館　 前　 部　 折　 線　 改　 農　 グ　 光

木　 校　 院　　 ろ　 に　 大　 一　 所　 員　 転　 社　 殿　 地　 ろ　 公　 易　　　 設　 線　 落　 衷　 バ　 革　 林　 ラ　 豊

事　 完　 町　　 生　 南　 凶　 ○　 休　 会　 頷　 創　 に　 改　 よ　 民　 水　　　 置　 豪　 に　 苗　 ス　 終　 専　 ン　 。

業　 全　 営　　 活　 部　 作　 万　 止　 発　 の　 建　 幼　 良　 り　 館　 道　　　 条　 雨　 電　 代　 運　 る　 門　 ド　 貴

北　 給　 中　　 改　 保　 と　 本　　　 足　 普　　　 稚　 区　 北　 館　 ・　　　 例　 に　 灯　 普　 行　 ゜　 学　 全　 族

沢　 食　 央　　 善　 育　 な　 植　　　　　 及　　　 園　 設　 沢　 則　 大　　　 制　 よ　 と　 及　 開　 解　 校　 村　 院

山　 始　 病　　 の　 所　 り　 栽　　　　　 始　　　 。　 立　 山　 制　 泉　　　 定　 り　 も　　　 始　 放　 信　 民　 議

林　 ま　 院　　 た　 開　 救　 問　　　　　 ま　　　 私　 着　 に　 定　 滝　　　　　 洪　 る　　　　　 農　 州　 の　 員

道　 る　 に　　 め　 設　 農　 題　　　　　 る　　　 設　 工　 連　 施　 洗　　　　　 水　　　　　　　 地　 大　 奉　 ゛

工 。 併　 台
⌒

土 起　　　　　　 ゛
⌒

年 行 水　　　 ｀　　　　 四 学 仕 没

事 四 設　 所 一 木 こ　　　　　　 初 一 。　 ｀ 道　　　 北　　　　 九 農 で す

七 ゛　　　 ・ ○ 事 る　　　　　　 め 二 四 以 完　　　 殿　　　　 ○ 学 完 。

○　　　　　　 風　 ・　 業　　　　　　　　　　　 て　 ゛　 ○　 後　 成　　　　　 地　　　　　　　ha　 部　 成　 五

○　　　　　　 呂　 二　 を　　　　　　　　　　　 開　　　 年　 各　　　　　　　 区　　　　　　　　　 と　　　 ・

ｍ　　　　　　 ・　 四　 行　　　　　　　　　　　 か　　　 こ　 区　　　　　　　 被　　　　　　　　　 な　　　 三

完　　　　　　 便　 ゛　 な　　　　　　　　　　　 る　　　 ろ　 公　　　　　　　 害　　　　　　　　　 る　　　 一

成　　　　 ｸﾞﾙ　　 ５　　　　　　　　　　 告 台?　　　　 奘　　　　　　
宍　　

゛

改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 植　 開　　　　　　　　　　　　　　　　　 ゛

万l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 林　 ｇ

新

様

式

の

結

婚

式

等

が

広

ま

村

内

及

び

近

郷

の

で

き

事

自 日　　　　 奄 南 Ｎ 教 日　 日　　　　 対 児 社 生 誓 朝 魚 公　　　　 労 単
衛 米　　　　 美 北 Ｈ 科 華 米　　　　 日 童 会 活 察 鮮　 ｀ 職　　　　 働 一
隊 相　　　　 群 朝 Ｋ 書 平 行　　　　 平 憲 福 保 予 動 衣 選　　　　 組 為
発 互　　　　 島 鮮 テ 無 和 政　　　　 和 章 祉 護 備 乱 料 挙　　　　 合 替
足 防　　　　 日 休 レ 價 条 協　　　　 条 制 事 法 隊 勃 の 法　　　　 法 レ
。 衛　　　　 本 戦 ビ 供 約 定　　　　 約 定 業 制 令 発 統 公　　　　 公 １
一 援　　　　 復 協 本 与 調 調　　　　　 ｀ 。 法 定 公 。 制 布　　　　 布 卜
九　 助　　　　　　 帰　 定　 放　始　 印　 印　　　　　　　 日　一　 公　 。　 布　　　 を　。　　　　　　　 。　 。
五　 協　　　　　　 。 調　 送　 ま　。 。　　　　　　 米　 九　 布　 一　 。　 ， 撤　一　　　　　　 一　 一
四　 定　　　　　　 一　 印　 開　 る　　　 一　　　　　　 安　五　

⌒　
九　　　 ´ 廃　 九　　　　　　 九　 弗

゛ ⌒　　　　 九 。 始 ⌒ ／　九　　　　 全 一 一 五 ，　 ⌒ 五　　　　 四 三
七 Ｍ　　　　 五 一

⌒
－　 ’ 五　　　　 保 之 九 〇　 ´ ・　　 ○　　　　 九 六

゜　 Ｓ　　　　　　 三　 九　
一　 九　　　 二　　　　　　　 障　　　 五　し　　　 六　

´　
・　　　　　　　 ・　 ○

Ａ　　　　　　 ・　五　 九　 五　 ・　 ・　　　　　　　 条　　　 一　　 ・　 ゛　 ´ 四　　　　　　　 六　 円
゛　　　　　　 一　 三　 五　 二　 九　 二　　　　　　　 約　　　 ・　　　 八　　　　　 ゛　　　　　　　 ゛　 ゛
調　　　　 二 し 三 こ こ に　　　　 調　　 三　　 し　　 し　　　　　　　 設

印　　　　　 ゛　　　 ・　　　　　　　　　　　　 印　　 ゛　　　　　　　　　　　　　　　　　　 定
一

こ　　　　　　　　　 こ　　　　　　　　　　　　 ⌒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⌒

墾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11

四

●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｗ

三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 九－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 －

関

係

事

項

刀 封



表年

和昭

一
九

五

五

一

九

五

六

一

九

五

七

一

九
五

八

一

九

五

九

一

九

六

一

″

三
一

″

三
二

″

三
三

//

三

四

″
　
三
五

″
　
三
六

・
村
畜
産
振
興
計
画
樹
立
実
施

・
大

泉
に
西

部
保
育
所
（

五
）
北
殿

に
中

部
保

育
所
（
七
）
開
設

・
沢
尻
・
南
原

地
区

に
季
節
（
四
～
一

一
月
）

保
育
所
開
設
（

囚
）

・
南
殿

に
簡
易
水

道
完

成

・
国
道
改

修
期

成
同

盟
会
発
足

・
久
保
に
北
部
保
育
所
開
設
（
五
・
二
〇
）

・
伊
那
土
地
改
良
区
土
地
改
良
事
業
完
成

・
商
店
に
テ

レ
ビ
一
般
家
庭
に
洗
濯
機
が
入
り
始

め
る

・
御
射
山
分
割
協
定
書
調
印
、
御
射
山
分
割
記
念
碑
建

つ
（
四
・
一
八
）

・
原
水
爆
実
験
禁

止
協
定
要
求
決
議
を
行
な
う

・
新
農
村
建
設
事
業
始
ま

る

・
こ
の
年
よ
り
御
射
山
蔵
鹿
山
造
林
事
業
開
始

・
小
学
校
校
舎
改
築
始
ま
る

・
蔵
鹿
山
分
割
協
定
書
調
印
（

コ

∵

二
五
）

・
上
伊
那
伝
染
病
組
合
（

中
央

病
院
）

に
加
入
（

五
・
二
）

・
新
農
村
建
設
事
業

の
一
つ
と
し
て
有
線
放
送
開
始

・
こ
の
こ
ろ
か
ら
農
機
具
（
耕

耘
機

な
ど
）
ブ

ー
ム
起
こ

る

・
南

箕
輪
養
老
院
開
設
（
定
員

三
〇
人
）
（

一

ニ

ー〇
）

・
中
学
校
水
泳
プ
ー
ル
完
成
（
八
）

・
伊
勢
湾
台
風
、
被
害
多
し
（
九
・
二
七
）

・
神
子
柴
遺
跡
発
掘

・
興
亜
電
工
中
央
工
場
（
南
殿
）
開
設
（

コ

ー）

・
西
天

竜
県
営
発
電
の
た
め
、
水
源
枯
渇
、
水
道
防
火
用

水
不
足
し
て
問

題
と
な
る
（

八
）

・
南
箕
輪
商
工
会
設
立
（
法
人
登
記
は
三
六
・
五
）

・
沢
尻
・

南
原
地
区

保
育
所
常
設

保
育
所
と
し
て
認
可
（
四
）

・
南
箕
輪
村

民
歌
制
定
（

六
）

・
梅
雨

前
徐

豪
雨
水
害
（

三
六
災
害

と
い
う
）

・
ヘ
リ

コ
プ
タ
ー
に

よ
る
農
薬

の
空
中
散
布
始

ま
る

よ
口
風
一
八
号

の
被
害

あ
リ

・
伊
那
街
道
二
級
国
道
一
五
三
号
線
と
な
る
（

一
九
五
四
）

・
日
本
生
産
性
本
部
設
立
（
一
九
五
五
・
二
）

・
経
済
企
画
庁
設
置
（
一
九
五
五
・
七
）

・
日
本
道
路
公
団

発
足
（

一
九
五
六
・
三
）

よ
冗
春
防
止
法
公

布
（
　

″
　

・

五
）

・
日

本
国

際
連
合

に
加
盟
（
　

″
　

・

コ

ー）

・
駐
留
米
地
上
軍
撤
退
開
始
（
一
九
五
七
・
八
）

・
ソ
連
人
工
衛
星
打
ち
上
げ
に
成
功
（
　

″
　

・
一
〇
）

・
日
ソ
通
商
条
約
調
印
〔
　

″
　

〕

・
美
和
ダ

ム
完
成

・
米
国
人
工

衛
星
打

上
げ
成
功

（
一

九
五
八
・
一
）

・
関
門

ト
ン
ネ
ル
開

通

ｔ
メ
ー
ト

ル
法
施
行
（
一
九
五
九
・
一
）

・
国
民
年
金

法
公
布
（
　

″
　

・
四
）

・
春
日
街
道
県
道
に
編
入
（
　

″
　

・
八
）

Ｉ
ソ
連
宇
宙

ロ
ケ
ッ
ト
打
ち
上
げ
月
面
到
着
（
　

り
　
　
・
九
）

・
日
米
安
保
条
約
に
調
印
（
一
九
六
〇

・
一
）

・
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
放
送
開
始
（
　

″
　

・
九
）

・
米
国
人
間
ロ
ケ
ッ
ト
打

ち
上

げ
回
収
に
成
功
（

一
九
六
一
・

五
）

・
農
業
基
本
法
公

布
（
　

″
　

・
五
）

加 石



年 表

時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代
区時
分代

一　　 一　　 一　　　 一　　　　　　 －　　　　　　 －　　　　　　　　 一　　 一
九　　 九　　 九　　　　 九　　　　　　　　 九　　　　　　　　 九　　　　　　　　　　 九　　 九
六　　 六　　 六　　　　 六　　　　　　　　 六　　　　　　　　 六　　　　　　　　　　 六　　 六
九　　 八　　 七　　　　 六　　　　　　　　 五　　　　　　　　 四　　　　　　　　　　 三　　 二

西
暦 年

代

11　　　　11　　　　11　　　　　　　11　　　　　　　　　　　　11　　　　　　　　　　　　11　　　　　　　　　　　　11　　　　昭
和

四　　　 四　　　 四　　　　　 四　　　　　　　　　 四　　　　　　　　　 三　　　　　　　　　　　 三　　　 三

四　　　 三　　　 二　　　　　 一　　　　　　　　　 〇　　　　　　　　　 九　　　　　　　　　　　 八　　　 七

年
号

●　　 ●　　 沓　　Ｓ　　 ●　　　　 ●　　 を　　 ●　　 ●　　4　　1^　　 ●　　 嫁　　●　　 ４　　１　　 ●　　 ●　　ｅ　　 ●　　 ●　　 含　　 Ｓ　　　　 ４

村 大 南 西 天　　 米 南 諏 南 南 南 蔵 西 工 大 南 村 伊 村 こ 村 第 南　　 小

報 芝 箕 部 伯　　 の 箕 訪 箕 箕 箕 鹿 天 場 泉 箕 公 那 一 の 道 一 箕　　 学

第 開 輪 開 遺　　 出 輪 神 輸 輪 輪 山 竜 誘 川 輪 民 中 般 こ の 次 輪　　 校

一 発 生 発 跡　　 荷 上 社 老 農 上 の 発 致 の 上 館 央 会 ろ 舗 農 養　　 プ

号 調 産 の 発　　 数 水 。 人 協 水 う 電 条 各 水 建 し 計 か 装 業 老　　 ｌ

発　 査　 森　 要　 掘　　　 四　 道　 北　 ク　 村　 道　 ち　 開　 例　 橋　 道　 設　 尿　 一　 ら　 始　 構　 院　　　 ル

刊 特 林 請　　　 万 第 原 ラ 指 第 矢 始 制 が 事 。 組 億 蚕 ま 造 を　　 完

別 組 始　　　 俵 二 ゛ ブ 定 一 ノ　　 定 永 業 図 合 円 の る 改 南　　 成

委 合 ま　　　 突 期 創 連 金 期 南　　 。 久 認 書 結 を 屋　　 善 箕　　 。

員 設 る　　　 破 工 建 合 融 工 入　　 八 橋 可 室 成 突 外　　 事 輪　　 竣

会 立　　　　　　 事　　 会 機 事 り　　 ゛ と さ を　　 破 飼　　 業 老　　 工

発　　　　　　　　　　　 着　　　 成　 関　 完　 分　　　　　 な　 る　 設　　　　　 育　　　 始　 人　　　 式

足　　　　　　　　　　　 手　　　 る　 と　 成　 割　　　　　 る　　　 け　　　　　 始　　　 ま　 ホ　　　 九

な　 給　 協　　　　　 。　　　 る　　　　　 ま　　　 る　 １　　　 ・

る　 水　 定　　　　　 第　　　 ゛　　　　　 る　　　 。　 ム　　　 ニ

開 調　　　 一　　　　　　　　 三 と　　 三

始 印　　　 次　　　　　　　　 ∧ 改　　 ゛

。　　　　 農　　　　　　　　　　　　　 Ｓ　 称

四　　　　　 構　　　　　　　　　　　　　　 四　
⌒

・　　　　　 し　　　　　　　　　　　　　　 一　 八

二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 し　 ●

八　　　　　　　　　　　　　　　　　
－

－　　　　　　　　　　　　　　　　　 し

村

内

の

で

き

ご

と

こ 鄙 小 テ 公 平 水 四　　　 松 日　Ｉ　　 東 東 母 新　　　　　　　 老 綿 新
の 市 笠 レ 害 均 銀 ○　　　 代 韓 Ｌ　　 京 海 子 潟　　　　　　　 人 糸 産
こ 計 原 ビ 対 寿 系 ・　　　 群 基 ｏ　　 オ 道 福 大　　　　　　　 福 操 業
ろ 画 返 受 策 命 農 一　　　 発 本 八　　 り 新 祉 地　　　　　　　 祉 業 鄙
吝　 法　 還　 信　 基　 男　 薬　○　　　　　 地　 条　 七　　　 ン　幹　 法　 震　　　　　　　　　　　 法　 短　 市
地　 公　 協　 契　 本　 六　 の　 ・　　　　　 震　 約　 号　　　 ピ　線　 公　 。　　　　　　　　　　　 公　 縮　 建
に 布 定 約 法 七 使 一　　　 始 調 条　　 ッ 開 布 一　　　　　　　 布 三 設

大
⌒

調 者 公 ・ 用 の　　　 ま 印 約　　 ク 通 ⌒ 九　　　　　　　 ⌒ 六 促
学　　 印 数 布 七 禁 国　　　 る 。 承　　 開 。　 六　　　　　　　 一 ・ 進

紛 ，
⌒

二
⌒

三 止 勢　　　 。 一 認　　 会　　　 四　　　　　　　 九 三 法
争　 ´ －　 ○　 一　 歳　 。　 調　　　　　 一　 九　 。　　　 。　　　 り　・　　　　　　　　　　　　六　 ％　 公
起　　 九 〇 九 女 一 査　　　 九 六 一　　　//　　　 六　　　　　　　　　　 三　 に　 布
こ　 ・　 六　 〇　 六　 七　 九　 結　　　　　 六　 五　 九　　　　　　　 ・ ゛　　　　　　　　　　　 ・　 引　 。
る 六 八 万 七 二 六 果　　　 五 ・ 六　　

μ　
・ 七　　　　　　　　 七 上 一

。 Ｊ` ・ 突 ・　 ・ 六 発　　　 ゛ 六 五　　　 一 ゛　　　　　　　　 ゛ げ 九

一　　 四 破 八 九 ・ 表　　　　 し ・　　 ・ ○　　　　　　　　　　　 ⌒ 六
九　　 し

⌒
し 五 四 人　　　　　 五　　 一 し　　　　　　　　　　　 一 二

六　　　　　 歳 し 口　　　　　 し　　 ○　　　　　　　　　　　　 九 ・
九　　　　　　 と　　 九　　　　　　　　 し　　　　　　　　　　　　 六 五
し　　　 ’/　　 な　　 八　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二 し

る　　　　二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　`Ｊ

’　　　 ●　　　　　　　
七

一　　　　　　　 万

二　　　　　　　　　人

関

係

事

項

珀 茜



表年

和昭

一

九

七
〇

一
九

七

一

一

九

七

二

一

九

七

三

一

九

七

四

り
　
四
六

″
　
四

八

々
　
四

・
倉
田
寛
幹
歌
碑
北
殿
に
建
つ

・
慰
霊

彿
建
つ
（
公
民
館

南
）

・
大

泉
川
砂
防

ダ
ム
建
設
着
工

・
中

学
校
管
理

棟
完

成

・
稲

作
作
付

減
反

始
ま
る

・
大
芝
開
発
審

議
委
員

会
発
足

・
中

学
校

特
別

教
室
棟
完

成

・
地
域

特
産
農
業
推

進
事
業
と
し
て
野
菜
集
出
荷
場
建
設

・
大
型
水
稲
共
同
育
苗

セ
ン
タ
ー
建
設

・
郷
土
館
建
設

・
村
ソ

フ
ト
連
盟
結
成

・
南
箕
輪
開
発
公
社
設
立
（
八
）

大
芝
原

の
う

ち
四
二
・
九
ｈ
ゴ
ル
フ
場
と
し
て
貸
与

・
こ

の
こ
ろ
か

ら
田
植
機
・
稲
刈
機
が
普
及
し
始
め
る

・
西
部
地
域
農
業
開
発
事
業
始
ま
る

・
中
央
道
建
設
用
地
遺
跡
調
査
（
北
高
根
大
芝

東
等
）

・
村
営
大
芝
ス
ポ
ー
ツ
公

園
野
球
場
オ
ー
プ
ン
（

四
）

・
ア
メ
リ
カ
シ
ロ
ヒ
ト
リ
大
泉
北
原
南
原

等
に
発

生
（

八
）

・
大
芝
憩
の
家
完
成
（
八
）

・
大
泉
川
砂
防
ダ
ム
完

成
貯
水
量
二
三
万
ｊ
（

一
〇
・
二
九
）

・
ワ
イ
化
り
ん
ご
栽
培
始

ま
る
（
畑
作

総
合
改
善

パ
イ
ロ
ッ
ト
地
区
）

・
福
祉
医
療

費
給
付

金
条

例
制
定
（
老
人
医
療
費
給
付
）

・
広
域
消
防
発
足
伊
那
消
防
組
合
に
加
入

・
特
別

土
地
保
有
税
（
村
税
）
創
設

・
西
部
開
発
幹
線
農
道
（
大
型
農
道
）
開
通
（
九
）

・
母
子
家
庭
医
料
費
給
付
始

ま
る
（
一
一
・
一
）

・
村
章
決

ま
る
（
一
一

こ
一
七
）

・
大
芝
公
園
に
村
民
プ
ー
ル
完
成

・
農
振
法
地
域
計
画
認
可
さ

る
（
四
七
年
策
定
）

・
自
主
流
通
米
制
度
決
ま
る
（
　

″
　

・
五
）

Ｉ
ア
ポ

ロ
初
め
て
月
に
着
陸
〔
　

″
　

・
七
〕

・
大
阪
で
万
国
博
覧
会
開
幕

二

九
七
〇

二

二
）

・
中
央
自
動
車
道
工
事
始
ま
る
（
一
九
七
〇
）

ｆ
沖
繩
返
還
協
定
調
印
（
一
九
七
一
・
六
）

ふ
辰
村
地
域
工
業
導
入
法
公

布
〔
　

″
　

〕

・
冬
季

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
札
幌
で
開
催
（
一
九
七
二
・
二
）

・
浅
間
山
荘
事
件
起
こ

る
（
　

″
　

・
二
）

・
沖

繩
の
施
政
権
返
還
、
沖
繩
県
と
な

る
（
　

″
　

・
五
）

・
円

の
変
動
相
場
制
実
施
（
一
九
七
三
・
二
）

ふ

心
力
料
金
大

幅
（

五
七
％
）
値
上

げ
（
一
九
七
四
・

六
）

扨 釘



年 表

時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一代
区時
分代

一　　　　　　　　　　 一　　　　 一　　　　　　　　　　　　 一一　　　　　 一
九　　　　　　　　　　 九　　　　 九　　　　　　　　　　　　 九　　　　　 九
七　　　　　　　　　　 七　　　　 七　　　　　　　　　　　　 七　　　　　 七
九　　　　　　　　　　　　 八　　　　 七　　　　　　　　　　　　　　 六　　　　　　 五

西
暦 年

代
11　　　　　　　　　　　　　　　　　11　　　　　　　11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11　

昭

和
五　　　　　　　　　　　 五　　　　 五　　　　　　　　　　　　　 五　　　　　　 五
四　　　　　　　　　　　　　　 三　　　　　 ニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー　　　　　　　　Ｏ

年
号

ｌ　　 峯　　 ●　　 ●　　 ●　　９　　 ●　　４　　９　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　●　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　 ●　　 寸　　 ●　　
４　　 ●　　ｔ　　 参　　噛

大　 消　 村　 吹　 伝　 雑　 や　 全　 大　 都　 水　 西　 行　 第　 村　 村　 林　 広　 南　 村　 南　 老　 南　 村　 中　 青

芝　 防　 営　 上　 染　 排　 ま　 国　 芝　 市　 田　 部　 紋　 二　 誌　 文　 道　 域　 原　 民　 箕　 人　 箕　 制　 込　 少

公　 団　 水　 線　 病　 水　 び　 都　 開　 計　 利　 開　 事　 次　 編　ｲ ﾋﾞ　 経　 営　 保　 体　 輪　 集　 輪　 施　 区　 年

園　 機　 道　 。　 隔　 の　 こ　 道　 発　 画　 用　 発　 務　 構　 纂　 財　 ヶ　 農　 育　 育　 の　 会　 土　 行　 誕　 健

テ　 構　 第　 吹　 離　 土　 国　 府　 審　 決　 再　 送　 近　 造　 委　 第　 岳　 団　 所　 館　 戸　 施　 地　 一　 生　 全

二 改 五 上 病 壌 体 県 議 定 編 水 代 改 員 一 線 地 完 完 口 設 開 ○ 。 育

ス　 革　 水　 北　 舎　 浄　 ｀　 対　 会　 。　 第　 管　 化　 善　 会　 号　 完　 大　 成　 成　 急　
７　

発　 ○　 八　 成

コ　 。　 源　 殿　 建　 化　 大　 抗　 発　 一　 一　 エ　 の　 事　 発　 。　 成　 型　　　　　 増　 赤　 公　 周　 ・　 推

１　 分　 落　 線　 設　 方　 芝　 ア　 足　 ・　 期　 事　 た　 業　 足　 新　 。　 広　　　　　 世　 松　 社　 年　 一　 進

卜　 団　 成　 ゛　 。　 式　 野　 ｜　 。　 一　 対　 覚　 め　 始　 。　 四　 一　 域　　　　　 帯　 荘　 設　 記　 ゛　 の

落　 統　 式　 県　 中　 の　 球　 チ　 六　 九　 策　 書　 広　 ま　 八　 国　 一　 集　　　　　 数　 ２　 立　 念　　　 村

成 合 。 道 央 推 場 工　 ●　 ゛　 始　 調　 域　 る　 ゛　 霊　 ゛　 出　　　　　 二　 利　　　 式　　　 宣

⌒　
゛　 －　 に　 病　 進　 ソ　 リ　 一　　　 ま　 印　 行　　　　　 場　　　 荷　　　　　 ○　 用　　　 挙　　　 言

五　 ⌒　 ・　 編　 院　 始　 フ　 Ｉ　 九　　　 る　 。　 政　　　　　 ゛　　　 場　　　　　 一　 始　　　 行

゛　
巴　

一　 入　 敷　 ま　 卜　 大　 ゛　　　　　 一　 の　　　　　 指　　　 完　　　　　 七　 む　　　 。

九　 さ　 地　 る　 ボ　 会　　　　　　　 二　 一　　　　　 定　　　 成　　　　　 世　 。　　　 一

゛　 る　 内　　　 ｜　 大　　　　　　　 し　 っ　　　　　　　　　　　　　　　 帯　 四　　　 一

し　　　 ル　 芝　　　　　　　　　 と　　　　　　　　　　　　　　　　 人　 ・　　　 ・

の　 で　　　　　　　　 し　　　　　　　　　　　　　 口　 一　　 二

会 開　　　　　 て　　　　　　　　　 八 し　 三

場 催　　　　　　 電　　　　　　　　　　 ○　　　 ゛

と　　　　　　　　　　　 算　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｏ

な　　　　　　　　　　　 機　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｏ

る　　　　　　　　　　　 導　　　　　　　　　　　　　　　 人

⌒　　　　　　　　　 入　　　　　　　　　　　　 ⌒

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 六

口　　　　　　　　　　　　　　　　　 こ

一
一
一
ご

村

内

の

で

き

ご

と

中　 初　 口　　　　　　 沖
央　 の　 ツ　　　　　　 繩
白　実　 キ　　　　　　 海
動 用 Ｉ　　　　 洋
車 衛 ド　　　　 博
道 星 事　　　　 筧
駒-1 件　　　　 会
ケ　 う　起　　　　　　 開
根　 め　こ　　　　　　　 幕

｜　
゜ り　　　　　

⌒
伊　 打　 政　　　　　　　 一
北　 上　 界　　　　　　　 九
イ げ 混　　　　 七
ン に 乱　　　　 五

夕　成　 ⌒　　　　　　　 ・
｜ 功 一　　　　 七

間 ⌒ 九　　　　 し
回　　 ヤ

通　//　 ○

yy　W

W

関

係

事

項

加 銘



表年

和昭

一

九

八

〇

一

九

八

一

一
九

八

二

一

九

八

三

和
五
五

″
　

五
Ｊ

″
　
五
七

″
　
五

八

・
健
康

増
進
推
進
委
員
制
度

発
足
（
七

・
二
五
）

・
野
菜
輸

送
合
理
化
事
業

と
し
て
予
冷
庫
建
設
さ

る

・
村
営
水
道
第

二
次
拡
張
工
事
大
芝
高
原
配
水
池
完
成
（
一

回

・
西
部
保
育
所
新
築
移
転
（

二

丁

二
〇
）

・
南

箕
輪
警
察
官
駐
在
所
二
人
勤
務
と
な

る
（
三
）

・
各
区
に
庚
申
塔
建
立
さ

る

・
地
籍
調
査
事
業
始
ま
る
（
北
部
よ
り

Ｉ
○
か
年
計
画
）

・
大
芝
高
原
に
研
修
セ
ン
タ
ー
完
成

・
村
道
一
三
〇
号
線
完
成

・
日

赤
奉
仕
団
本
格
的
活
動
開
始
（
一
〇
）

・
水
田
利

用
再
編
第
二
期
対
策
に
入
る

Ｉ
役
場
庁
舎
完

成
落
成
式
（
九
・
一
九
）

・
大
芝
公

園
ア
ス
レ
チ

ッ
ク
完

成
（
九
）

・
村
内

五
河
川
水
質

検
査
を
行

な
う

・
農
地
利
用

増
進
事
業
始

ま
る
（
四
）

・
小
学
校
教
室
棟
、
体
育
館
完
成
（
三
）

・
保
健

セ
ン
タ

ー
完
成
（
三
）
　
　・
新
註
在
所
落
成
移
転
（
三
）

・
村
道
三
五
一
号
線
道
路
改
良
事
業
竣
工
（
七
）

・
林
道
経
ケ
岳
線
国
道
に
編
入
（
国
道
三
六
一
号
線
の
代
替
）
（
七
）

・
大
芝
湖
完
成

・
水
道
集
中
管
理

シ
ス
テ

ム
導
入

・
村
内
へ
の
工
場
進
出
の
気
運
高
ま
る

・
人
権
モ
デ
ル
地
区
推
進
協
議
会
発
足
（
六

こ

二
）

―
健
康
づ
く
り
推
進
協
議
会
発
足
（
七
・
四
）

・
村
内
河
川
水

質
検
査

（
三
回
）

を
行
な
う

・
小
学
校
水
泳

新
プ
ー
ル
建
設

・
地
域
農
業

集
団

育
成
事
業
始

ま
る

・
中

学
校

増
築
校
舎
完
成
（

コ

マ

ニ
五
）

狸 四



年　　　 表

昭　　　 和　　　 時　　　 代
区時
分代

一　　　　　　　　　　 一
九　　　　　　　　　　 九
八　　　　　　　　　　　　　　　八
五　　　　　　　　　　　　　　 四

西
暦 年

代

μ　　　　　　　　　　　　　　　昭
和

六　　　　　　　　　　　　 五
○　　　　　　　　　　　　 九

年
号

ａ　　・　　 ・　　 ・　　 １　　 ●　　・　　 ＠　　φ　を

村　 村　 村　 り　 国　 非　 上　 水　 地 各

誌　 基　 誌　 ん　 道　 核　 伊　 田　 区 地

下　 本　 上　 ご　 三　 平　 那　 利　 計 に

巻 構 巻 集 六 和 郡 用 画 甲

刊 想 刊 出 一 宣 市 再 作 子

行 第 行 荷 号 言 植 編 成 塔

二　　 揚 線 を 樹 第 さ 建

期　　 建 。 行 祭 三 る っ

ス　　 設 権 な 大 期

夕　　　　　 兵　 う　 芝　 対

｜　　　　　 衛　　　 高　 策

卜　　　　　 道　　　 原　 に

゛　　　 で　 入

全　　　 開　 る

面　　 催

舗　　 。

装　　 五

完　　　 ・

成　　 八

九

－
一
七

村

内

(Z)

で

き

ご

と

科

学
万

博
始
ま
る

ら
四
口

関

係

事

項

加卵



主 なる資料提供者

主

な

る

資
料

提
供

者

（
順
序
不
同
・
敬
称
略
）

久
　
　
保
　
久
保
区
　
大
束
　
志
田
道
　
河
内
屋
　
柳
屋
　
西
垣
外
　
西
念
寺

中
屋
敷
　
志
田
道

塩

ノ

井
　
大
東
　
大
南
　
天
湊
屋
　
圖
湊
屋
　
白
馬
堂
　
大
坂
屋
　
佐
和
　
西

光
寺

北
　
　
殿
　
北
殿
区
　
千
桐
屋
　
伊
藤
屋
　
内
城
　
亀
屋
　
車
屋
　
長
田
　
と
き

わ
屋
　
く
す
り
屋
　
殿
村
八
幡
宮
　
松
林
寺
　
つ
な
屋
　
問
屋
　
蔦

屋

南
　
　
殿
　
犬
宗
館
　
井
田
園
　
大
梶
屋
　
中
東
　
俵
屋
　
酒
屋
　
常
盤
屋
　
殿

村
八
幡
宮

田
　
　
畑
　
門
屋
　
玉
理
軒
　
中
屋
　
鎌
屋
　
井
桁
屋
　
東
屋
　
大
東
　
束
　
北

垣
外
　
田
畑
南
部
動
力
組
合
　
秋
葉
講
　
ｍ
畑
神
社
　
伊
那
キ
リ
ス

ト
教
会

神
子
柴
区
　
神
子
柴
区
　
大
和
手
　
東
朝
軒
　
高
丘
　
沢
屋
　
滑
川
　
勢
喜
屋

高
松
屋
　
田
丸
屋
　
丸
仁
志
　
窪
御
堂
　
中
屋

大

泉

区
　
大
泉
区
　
中
宿
　
中
西
　
大
東
　
白
木
屋
　
増
屋
　
古
屋
　
丸
屋

大
泉
神
社
　
勝
光
寺
　
伊
勢
講
　
庚
申
講

沢

尻

区
　
沢
尻
区
　
永
小
路
　
古
百
　
中
屋
　
恩
徳
寺
　
輪
手

村
　
　
内
　
役
場
　
郵
便
局
　
小
学
校
　
中
学
校
　
保
育
園
　
農
協
　
信
大
農
学

部
　
商
工
会
議
所
　
郷
土
館
　
技
術
専
門
校
　
村
内
各
会
社
　
老
人

ホ
ー
ム

伊

那

市
　
上
伊
那
図
書
館
・
上
伊
那
郷
土
館
　
新
山
郷
土
館
　
伊
那
小
　
大
萱

区
　
吹
上
区
　
宮
島
家
　
福
沢
家
　
市
史
編
纂
室

箕

輪

町
　
郷
土
博
物
館
　
笠
原
家
　
市
川
家
　
日
岐
家
　
町
誌
編
纂
室

諏

訪

市

木

曽

郡

中
州
福
島
区

木

曽
福
島
町

史
編
纂
室

1051



南箕輪村誌刊行委員

征 上 木 山 原 原 鳥 柳 守 飯 清 清 征 有 武 北 有 加 丸 原 丸 山 福 丸 三

矢 目 下 崎　　　 山 島 屋 渾 水 水 矢 賀 田 條 賀 藤 山　 山 綺 渾 山 潭

和 喜 程　 武 多 清 純 多 孝 博 三 守 士 三　 在 寛 芳 英　 清 昭 敏
之 喜 三　　　　 代

義 計 治 正 人 門 美 雄 門 良 助 男 郎 郎 郎 潔 志 敬 人 雄 忠 美 吾 夫 準

文
化
財
専
門
委
員
長

小
学
校
長

中
学
校
長

上
伊
那
農
業
高
等
学
校
長

信
州
大
学
農
学
部
長

伊
那
技
術
専
門
校
長

商
工
会
長

農
協
支
所
長

久
保
区
長

中
込

″

塩
ノ
井

″

教

μ　 μ　
京　

μ　μ　 μ　 μ

員

μ　 リ
委 副

員//

総
務
文
教
委
員
長

副 議 収 助 村
議　　入
長 長 役 役 長

南
箕
輪
村
誌
刊
行
委
員
（
昭
和
六
〇
年
度
）

日 原 唐 秋 唐 横 北 小 田 山 中 蜂 征 松 赤 清 有 植 唐 松 永 原 伊 茂 有 小 北 有 北

戸　 憚 山 渾 道 渾 渾 中 口 村 谷 矢 崎 羽 水 賀 田 渾 渾 井　 藤 木 賀 島 原 賀 條

武 平 正 治 文 宗 秋　 静 一･国　 元　　　 博 義　 孝 和 守 英 和 宇 庄 正 重
之　　　　　　　　　　　　一

彦 夫 國 郎 武 弘 男 健 男 男 介 誠 幸 勝 悌 助 文 守 男 子 一 雄 実 郎 一 也 雄 正 潔

μ　 リ

専 北
門 原

奢ZZ

貝

神
子
柴

″

沢
尻

が

南
原

μ

大
芝

″

大
泉

″

北
殿

南
殿

田
畑

μ　 μ //

犬
芝

り

大
泉

″

北
原

が

婦
人
会
長

青
年

μ

民
生
委
員
会
総
務

老
人
ク
ラ
ブ
会
長

久
保
分
館
長

中
込
　

″

塩
ノ
井
″

北
殿

″

南
殿

″

田

畑

″

神
子
柴

″

沢
尻

が

南
原

″
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下
巻
執
筆
者

日
　

戸
　

武
　

彦

征
　

矢
　
　
　

鑑

杉
　

滓
　
　
　

崇

唐
　

潭
　

正
　

國

兪

田

武

田

原征

－ － ～
第 節 四 第

一
章

の章
二第

・
第
三
章
第
二
節
一

の
五
・
第
三
章
第
二
節

二
節
・
第
五
章
・
第
六
章
第
三
節
、
第
四
節

・

ご
丁

五
・
第
七
章
第
一
節
、
第
三
節

の
三

二

章

第

一
節

）

（
第

二

章

第

三

節

）

-　-

高
　

明
（
第

｀ 節六 ・

Ｓ の 二

七 三 Ｓ

三`

第 ・

五 第

心

第
三
章
第
一
節
、
第
二
節
一
の
一
～
四
・

章
第
一
節
の
二
、
第
二
節
、
第
四
節
の

ご

の
二
・
第
七
章
第
二
節
、
第
六
節

-

-

心

三
　

郎

（
第
三
章
第
三
節
の
三
、
四
）

平
　

夫
（
第
三
章
第
四
節
・
第
六
章
第
一
節
の
一
、
第
五
節
の

て

六
、
第

、
　
　
　

九
節
の
一
土

于

第
七
章
第
三
節
の
八
、
第
四
節
、
第
五
節
の
二
）

矢
　

善

一

郎

（
第
六
章

第
四

節
の
四
）

下巻執筆者

清 清 立 早 飯 春 中 松 加 原

水 水 石 川 憚 日 渾 渾 藤

正

言

頴

講

五
節
の
四
・
第
七
章
第
二
節
四
ノ
四
、
第
三
節
。「

」

千
代
人
（
第
六
章
第
六
節
の
一
、
第
八
節
の
∵

第
七
章
第
五
節
の
一
）

英
太
郎
（
第
六
章
第
七
節
）

和
　

夫
（
第
六
章
第
八
節
の
一
丁

第
七
章
第
五
節
の
三

正
（
第
六
章
第
八
節
の
三
、
四
）

孝
　

良
（
第
六
章
第
九
節
の
四
）

貞
　

英
　
　
　
　

″

威
（
第
七
章
第
三
節
の
Ξ

信
　

男
（
第
七
章
第
三
節
の
二
）

一
　
清
（
第
七
章
第
三
節
の
六
）
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あ と が き

あ

と

が

き

昭
和
五

一
年

八
月
、
村
誌
編
纂

委
員
会

が
発
足
し

て
か
ら
、
早

く
も
九
年
余
リ
が

た
っ
た
。

そ
の
間
に
、
昭
和
五
四
年

コ

ー月
、
村
内

め
ぐ
り

の
便
に
と

の
要
望
に
こ
た
え
て
、
『
南
箕
輪

の
史
跡
』
（
二
〇
四
頁
）
を
刊
行

し

た
。
昨
年

の

コ

ー月
に
な

っ
て
、
よ
う
や

く
『
南
箕
輪
村
誌
・
上
巻
』
（
自
然
編

こ
皿
跡
編
・
信
仰
生
活
編
・
民
俗
編
）

を
刊
行

す
る
こ

と
が
で
き
た

。
そ
し
て

い
ま
、
昭
和
六
〇
年
一
〇
月
『
南
箕
輪
村
誌
・
下

巻
』
（
歴
史
編
）
を
刊
行

す
る
は
こ
び
と
な
犬

こ
こ
に
上

下

二
巻
の
村
誌
の
編
纂
を
完
了
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
思

え
ば
遠

い
道
程
で
あ
っ
た
が
、

ま
こ
と
に
喜

ば
し

い
こ
と

で
あ
る
。

本

書
の
謳

纂
に
は
、
先

朧
の
業

績
に
負
う
と
こ
ろ
が
多

い
。

江
戸
時
代

の
『
伊
那
温
知
集
』
（
元
文
五
年
）
や
『
蕗
原
拾
葉
』
（
文
化
五
年
）
中

の
「
伊

那
志
略
」
や
「
ひ
と
つ
は
な
し
」
、
そ

の
他

の
歴
史
書
に
、

ま
ず
手
が
か
り
を
与

え
ら
れ
た
。

明
治
に

な
っ
て
、

そ
の

コ

ー
年
に
上

申
し
た
「
南
箕
輪
村

誌
」（
『
長
野
県
町
村
誌
』
）
は
、
太
政
官
布
告

の
各
項
目
に
こ

た
え

た
も
の

で
、
前
後
六

か
年
ほ
ど
を
費
や
し
て
作
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

わ
れ

わ
れ
は
そ

の
多
く
を
こ

の
出
来

の

よ
い
労
作

に

負

っ
て

い

る
。
ま
た
、
昭
和
三
八
年

の
原
正
秋
著
『
南
箕
輪
村
に
お
け
る
入
会
山
分
割
史
』
に
も
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。

大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
は
、
『
上
伊
那
郡
史
』
（
犬
正

。一
〇
年
）
『
先
史
及

び
原
史
時
代

の
上
伊
那
』
（
大
正
一
五
年
）
を
は
じ
め
、

『
上
伊

那
誌
』
の
各
篇
（
昭
和
三
七
年
以
降
）
等
上
伊

那
教
育

会
の
先
学

の
業
績
に

負
う
と
こ
ろ
が
実
に
多

か
っ
た
。
そ
の
他
郡
内
外

で
刊
行

さ
れ
た
各
市
町
村
誌
（
史
）
や

『
長
野
県
史
・
近
世
史
料
編
第
四
巻
』
も
参
考
に
さ
せ

て
い
た

だ
い
た

。

し
か
し
な
が
ら
、
何

と
い
っ
て
も
村
内
資
史
料

が
重
要
で

あ
っ
た
。
村
内

の
各
家
に
大
切
に
保
存

さ
れ
て
い
た
古
文
書
類

を
、

お

忙
し

い
家
業

の
中
で
披
見
・
撮
影
に
ご
協
力

い
た
だ
い
た
ば
か
リ
で
な

く
、
進

ん
で
お
貸
し

い
た

だ
く
こ
と
が
で
き

た
。
こ

の
貴
重

な
し

か
も
沢
山
な
資
史
料

を
、

わ
れ
わ
れ
は
微
力

を
つ
く
し
て
忠
実
に
活
用
す

る
こ
と
に

つ
と

め
た
。

本
書

の
完
成
に
当

た
っ
て
、
そ

れ
ら
先
学
に
対
し
、
ま
た
所
蔵
者
に
対
し
て
、
改
め
て
敬
意
を
表
し
感
謝
申
し
上

げ
る
次
第
で
あ

村
誌
編
纂
の
目
的
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
村
に
対
す
る
歴
史
的
理
解
を
深
め
、
村
の
今
後
の
発
展
の
指
針
と
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
中
央
や
信
州
の
歴
史
と
深
く
か
か
わ
り
な
が
ら
も
本
村
独
自
で
本
村
の
地
に
つ
い
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
業
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は
見

か
け
以

上
に
重
要
で
困

難
な
大
事
業
で
あ
る
。
そ
れ
は
家
業

そ
の
他
一
切

を
放
棄

し
て
、
専

念
従

事
で
き
う
る
知
識
人

が
三
～

四
人

い
て
、
数
年

の
日
時

を
要

す
る
の
を
普
通
と

す
る
と

い
わ
れ
て

い
る
。

こ

の
こ
と

は
、
適
任
者
が
そ

ろ
っ
て
い
て
も
、
な

お
か
つ
数
年
を
要
す
る
大
事
業
で
あ
る
と

い
う

の
で
あ
る
が
、
本
村

の
場
合

は

こ
の
条
件

が
全
く
そ
ろ
わ
な
か
っ
た
。
す
で
に
郡
内

の
有
力
な
歴
史
専
門
家
は
、
他

の
地
方
史
（
誌
）
の
編
集

に

関

係
し
て
し
ま

っ

た
後
で
あ
っ
た
の
で
、

委
員

は
す
べ
て
村
内
に
限

ら
ざ
る
を
得

な
く
な
り
、
し

か
も
そ

れ
が
他
に
本
職
を
も

つ
忙
し

い
者
ば

か
り
と

な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
村
内

資
史
料

の
調
査
を
は
じ
め
な
が
ら
、
村
内

め
ぐ
り

を
し

た
り
、

お
た
が

い
に
古
文
書

の
読
み
方
を
習
う

と

い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
よ
り
よ

い
村
誌
を
作
ろ
う
と

い
う
願

望
は
強

く
も
っ
て
い
た
。
出
発
に

あ
た
っ
て
、
向
山
雅
重
先
生

は

南
箕
輪
村

の
特
色
と
し
て
、
「
水
を
求

め
て
」
（
用
水
の
開
発
）
、
「
水
と
の
闘

い
」
（
水
害
防
除
）、
「
農
業

生
産
」

の
三
つ
の
軸

を
示

さ

れ
た
。
こ

の
お
か
げ
で
、
村
誌

の
性
質
か
ら
各
方
面

の
問
題
を
網
羅

的
に
と
り
あ
げ
る
面

も
で
て
き
た
が
、

主
要

テ
ー
マ
を
三
つ
の

軸
に
す
え

る
こ
と
は
何
と

か
貫
く
こ
と
が
で
き
た
か
と
思
う
。

こ
う
し

た
悪
条
件
を
克
服
し
た
後
に
な

っ
て
み
る
と
、
と
も
か
く
も
村
内

の
者
ば
か
り
で
、
指
導
者
の

い
な

い
暗
中

を
模
索

し
な

が
ら
、
微
力

を
よ
せ
あ
っ
て
、
上
下
二
巻

の
『
南
箕
輪
村
誌
』
を
刊
行
す
る
こ
と

の
で
き
た
こ

の
喜
び
は
、
ま
た
感
慨
無
量
の
も
の

が
あ
る
。

『
歴
史

は
つ
ね
に

悔
恨
で
あ
る
』
（
後
藤
総
一
郎
）
と

い
う
。
歴
史

の
営
み

は
確

か
に
、
太
平
洋
戦
争
等
で
経
験
し
た
よ
う
に
、
人

間
の
営
み
を
ふ
く
む
か
ぎ
り
、
つ
ね
に
過

ち
が
あ
り
悔
恨

と
い
え

ば
悔
恨

と
い
え

る
で

あ
ろ
う
。
そ

れ
は
そ
れ
と
し
て
、
歴
史
書
も

ま
た
悔
恨
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
く
に
わ
れ
わ
れ
の
場
合
、

で
き
う
る
限

り
の
力

を
寄

せ
あ
っ
て
、
南
箕
輪
村

の
全
体
像
を
、
地
域

の
課
題
を
ふ
ま
え
た
上
で
ま
と
め
、

そ
の
実
像
に
迫
ろ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
よ
リ

よ
い
村
誌

を
作

ろ
う
と
日
夜
努
力
し
て

き
た
が
、

果
た
し
て
ど
の
程
度
達
成
で
き
た
か
。
三
人
寄

れ
ば
文
珠
の
智
慧

と
も
い
う
が
、

か
え
り
み
て
悔
恨

の
情

を
禁

じ
え

な
い
。
至

ら
ぬ

ず
さ
ん
　
う
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｘ
　
　
　
　
　
　
　
Ｘ

点
が
多

々
あ
火

杜
撰

の
憾
み
や
恐
れ
は
つ
き
な

い
。
村
史
と
せ
ず
村

誌
と
し
た
ゆ
え
ん
も
そ
こ
に

あ
る
。

さ

い
わ
い
に
し
て
、
村
内
の
資
史
料
所
蔵
者
各
位
か
ら
採
訪
さ
せ
て

い
た
だ

い
た
沢
山
の
資
史
料

が
残
り
、

ま
た
所

蔵

者

別

の

『
資
料
目
録
』
（
全
六
冊
約
一
万
五
〇
〇
〇
点
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
史
料
は
、
永
遠
の
価
値
を
内
在

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
不
滅

の
資
史
料
を
、
次
代

の
人

々
が
活

か
し
て
、
本
村
誌

の
欠
を
補
正
し
て

い
た
だ
き
た

い
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
古

文
書
の
幾
箇
所
か

に
大
火
に
よ

っ
て
焼
失
し

た
と

い
う
嘆
き
が
あ
犬

ま
た
重
要
文
書
が
紛
失
し
た
り
、
虫
鼠
の
害
に
あ

っ
て

い
る
も
の
が
多

い
実
情

で
あ
る
が
、
こ

の
貴
重
な
資
史
料
の
保
存
に
つ

い
て
、
村
を
あ
げ
て
格
別

の
力
を
注

い
で
ほ
し

い
と
願

う
こ
と
切
な
る
も
の
が
あ
る
。

却 品



あ と が き

ま
ず
五
年
の
目
標
で
出
発
し
た
こ
の
事
業
が
、
予
定
の
二
倍
近
く
の
期
間
と
な
宍

分
量
も
二
倍
に
ふ
く
れ
て
し

ま
っ
た
こ
と

は
、
よ
リ
よ
い
村
誌
を
と
願
っ
た
結
果
と
は
い
え
、
編
集
者
と
し
て
深
く
お
わ
び
申
し
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
力

不
足
の
た
め
こ
の
よ
う
に
遅
延
し
た
こ
と
は
何
ら
弁
解
の
余
地
も
な
い
が
、
私
た
ち
は
私
た
ち
な
り
に
全
心
身
を
あ
げ
て
努
力
を
続

け
て
き
た
こ
の
期
間
の
、
時
の
た
つ
こ
と
の
早
さ
も
、
ま
た
し
み
じ
み
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
何
よ
り
も
さ
い
わ
い
で
あ
っ
た
こ

と
は
、
他
の
町
村
誌
で
は
中
途
に
し
て
他
界
す
る
委
員
の
あ
る
湯
合
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
本
村
誌
の
委
員
に
は
一
人
も
欠
け
る
も

の
が
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
天
恵
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

さ
て
、
こ
れ
を
も
っ
て
村
誌
の
刊
行
が
終
わ
る
の
で
あ
る
が
、
長
い
間
執
筆
に
苦
労
さ
れ
、
一
日
二
佼
と
し
て
原
稿
の
こ
と
が
頭

か
ら
離
れ
ず
、
時
に
本
職
も
な
げ
う
っ
て
執
筆
を
さ
れ
た
委
員
各
位
に
対
し
て
、
心
か
ら
感
謝
申
し
あ
げ
た
い
。

ま
た
、
終
始
一
貫
し
て
わ
れ
わ
れ
の
編
纂
の
仕
事
に
温
か
い
ご
理
解
ご
協
力
を
注
い
で
く
だ
さ
っ
た
村
当
局
・
事
務
局
の
関
係
者

な
ら
び
に
村
民
各
位
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
た
心
か
ら
感
謝
申
し
あ
げ
た
い
。

株
式
会
社
「
ぎ
ょ
う
せ
い
」
に
は
、
印
刷
製
本
界
最
高
の
ス
タ
ッ
フ
と
最
先
端
を
ゆ
く
技
術
と
を
も
っ
て
、
終
始
ゆ
き
と
ど
い
た

ご
配
慮
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
対
し
て
感
謝
申
し
あ
げ
た
い
。

終
り
に
、
村
制
一
〇
〇
周
年
記
念
事
業
で
あ
る
『
南
箕
輪
村
誌
』
が
、
村
発
展
の
た
め
に
大
い
に
多
方
面
に
活
用
さ
れ
ん
こ
と
を

祈
念
し
て
や
ま
な
い
。

昭
和
六
十
年
十
月
三
十
日

南
箕
輪
村
誌
編
纂
委
員
会
代
表
　
唐
渾
　
正
國

原
　
　
平
夫

且
戸
　
武
彦

祁5Z





南

箕

輪

村

誌

下
　

巻

（
非

売

品

）

昭
和
六
十
年
十
月
三
十
一
日

編

纂
　

南

箕

輪

村

誌

編

纂

委

員

会

長
野
県
上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
四
八
〇
七
番
地

南
箕
輪
村
公
民
館
内

発

行
　

南

箕

輪

村

誌

刊

行

委

員

会

電
　
話
　
○
二
六
五
（
七
Ξ

ニ

ー
○
四

印
　

刷
　

株

式

会

社
　

吉

よ
う

せ

い

東

京

都

新

宿

区

西

五

軒

町

五

二

電
　
話
　
○
三
（
二

六

八
）
ニ

ー
四

一




	page1
	page2
	Copied Bookmark
	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8

	Copied Bookmark
	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9
	page10
	page11
	page12
	page13
	page14
	page15
	page16
	page17
	page18
	page19
	page20
	page21
	page22
	page23
	page24

	Copied Bookmark
	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9
	page10
	page11
	page12
	page13
	page14
	page15
	page16
	page17
	page18
	page19
	page20
	page21
	page22
	page23
	page24
	page25
	page26
	page27
	page28
	page29
	page30

	Copied Bookmark
	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9
	page10


